
昭
和
二
十
九
年
総
理
府
令
第
二
十
三
号

地
方
税
法
施
行
規
則

地
方
税
法
の
規
定
に
基
き
及
び
同
法
を
実
施
す
る
た

め
、
地
方
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
地
方
財
政
委

員
会
規
則
第
五
号
）
の
全
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
道
府
県
及
び
市
町
村
に
関
す
る
規
定
の
都
及
び
特
別

区
へ
の
準
用
等
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
中
道
府
県
に
関
す
る
規
定
は
都
に
、

市
町
村
に
関
す
る
規
定
（
法
人
（
地
方
税
法
（
昭
和
二

十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
二
百
九
十
四
条
第
八
項
に
お
い
て
法
人
と
み

な
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
）
に
対
し
て
課
す
る
市
町
村

民
税
並
び
に
固
定
資
産
税
、
特
別
土
地
保
有
税
、
事
業

所
税
及
び
都
市
計
画
税
に
関
す
る
規
定
を
除
く
。
）
は

特
別
区
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
道
府

県
」
、
「
道
府
県
民
税
」
、
「
道
府
県
た
ば
こ
税
」
又
は

「
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
都
」
、

「
都
民
税
」
、
「
都
た
ば
こ
税
」
又
は
「
都
知
事
」
と
、

「
市
町
村
」
、
「
市
町
村
民
税
」
、
「
市
町
村
た
ば
こ
税
」

又
は
「
市
町
村
長
」
と
あ
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
特
別

区
」
、
「
特
別
区
民
税
」
、
「
特
別
区
た
ば
こ
税
」
又
は

「
特
別
区
長
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２
　
都
の
市
町
村
に
対
す
る
こ
の
規
則
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
「
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
都
知
事
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
法
人
の
市
町
村
民
税
に
関
す
る
規
定
の
都
へ
の
準
用
）

第
一
条
の
二
　
法
第
七
百
三
十
四
条
第
二
項
第
二
号
の
規

定
に
よ
り
都
が
そ
の
特
別
区
の
存
す
る
区
域
内
に
お
い

て
法
人
に
対
し
て
課
す
る
都
民
税
に
つ
い
て
は
、
前
条

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
十
条
の
二
の
十
一
の
規
定

を
準
用
す
る
。

（
固
定
資
産
税
に
関
す
る
規
定
の
都
へ
の
準
用
）

第
一
条
の
三
　
法
第
七
百
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
都
が
そ
の
特
別
区
の
存
す
る
区
域
内
に
お
い
て
課
す

る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
都
を
市
と
み
な
し
て
第
十
条
の
三
か
ら
第
十

二
条
の
二
ま
で
、
第
十
四
条
及
び
第
十
五
条
の
三
か
ら

第
十
五
条
の
六
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
特
別
土
地
保
有
税
に
関
す
る
規
定
の
都
へ
の
準
用
）

第
一
条
の
三
の
二
　
法
第
七
百
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
都
が
そ
の
特
別
区
の
存
す
る
区
域
内
に
お
い
て

課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
都
を
市
と
み
な
し
て
第
十
六
条
の

五
か
ら
第
十
六
条
の
二
十
九
ま
で
の
規
定
を
準
用
す

る
。

（
事
業
所
税
に
関
す
る
規
定
の
都
へ
の
準
用
）

第
一
条
の
三
の
三
　
法
第
七
百
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
都
が
そ
の
特
別
区
の
存
す
る
区
域
内
に
お
い
て

課
す
る
事
業
所
税
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
都
を
市
と
み
な
し
て
第
二
十
四
条
の
二
か

ら
第
二
十
四
条
の
二
十
九
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
都
市
計
画
税
に
関
す
る
規
定
の
都
へ
の
準
用
）

第
一
条
の
三
の
四
　
法
第
七
百
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
都
が
そ
の
特
別
区
の
存
す
る
区
域
内
に
お
い
て

課
す
る
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
都
を
市
と
み
な
し
て
第
二
十
四
条
の
二

十
九
の
二
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
法
第
十
五
条
の
四
第
二
項
の
届
出
書
）

第
一
条
の
四
　
法
第
十
五
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
総

務
省
令
で
定
め
る
届
出
書
は
、
第
一
号
様
式
と
す
る
。

２
　
法
第
五
十
三
条
第
三
十
四
項
若
し
く
は
第
三
百
二
十

一
条
の
八
第
三
十
四
項
の
申
告
書
又
は
法
第
七
十
二
条

の
三
十
一
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
の
修
正
申
告
書
に

係
る
税
額
に
つ
き
法
第
十
五
条
の
四
第
一
項
の
規
定
の

適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
法
人
は
、
こ
れ
ら
の
申
告
書

又
は
修
正
申
告
書
に
必
要
な
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
に

よ
つ
て
前
項
の
届
出
書
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
供
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
振
替
債
）

第
一
条
の
四
の
二
　
地
方
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年

政
令
第
二
百
四
十
五
号
。
以
下
「
政
令
」
と
い
う
。
）

第
六
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る

振
替
債
は
、
振
替
国
債
（
そ
の
権
利
の
帰
属
が
社
債
、

株
式
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第

七
十
五
号
）
の
規
定
に
よ
る
振
替
口
座
簿
の
記
載
又
は

記
録
に
よ
り
定
ま
る
も
の
と
さ
れ
る
国
債
を
い
う
。
）

と
す
る
。

（
期
間
の
計
算
及
び
期
限
の
特
例
）

第
一
条
の
五
　
こ
の
規
則
に
定
め
る
期
間
の
計
算
に
つ
い

て
は
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第

百
三
十
九
条
か
ら
第
百
四
十
一
条
ま
で
及
び
第
百
四
十

三
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２
　
こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
て
い
る
期
限
が

民
法
第
百
四
十
二
条
に
規
定
す
る
休
日
又
は
政
令
第
六

条
の
十
八
第
二
項
に
規
定
す
る
日
に
該
当
す
る
と
き

は
、
こ
の
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
日

の
翌
日
を
そ
の
期
限
と
み
な
す
。

（
納
付
受
託
証
書
又
は
納
入
受
託
証
書
の
様
式
）

第
一
条
の
六
　
法
第
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

納
付
受
託
証
書
又
は
納
入
受
託
証
書
の
様
式
は
、
第
一

号
の
二
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
法
第
十
九
条
第
九
号
の
処
分
）

第
一
条
の
七
　
法
第
十
九
条
第
九
号
の
総
務
省
令
で
定
め

る
処
分
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
納
付
又
は
納
入
す
べ
き
金
額
及
び
納
付
又
は
納
入

の
期
限
の
告
知

二
　
徴
収
の
猶
予
、
換
価
の
猶
予
及
び
滞
納
処
分
の
執

行
停
止
に
関
す
る
処
分

三
　
担
保
の
徴
取
及
び
担
保
の
処
分
に
関
す
る
処
分

四
　
還
付
又
は
充
当
に
関
す
る
処
分

五
　
減
免
に
関
す
る
処
分

六
　
過
少
申
告
加
算
金
、
不
申
告
加
算
金
及
び
重
加
算

金
の
決
定

七
　
法
第
十
一
条
第
一
項
（
こ
れ
を
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
告
知

八
　
法
第
十
三
条
の
二
第
三
項
（
法
第
十
四
条
の
十
八

第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
る
告
知

九
　
法
第
十
三
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知

十
　
法
第
十
四
条
の
十
六
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知

に
係
る
処
分

十
一
　
法
第
十
四
条
の
十
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

告
知

十
二
　
法
第
十
六
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
保
全
差
押
に

関
す
る
処
分

十
三
　
法
第
二
十
条
の
五
の
二
の
規
定
に
よ
る
期
限
の

延
長
に
関
す
る
処
分

十
四
　
法
第
二
十
条
の
九
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
る

通
知
に
係
る
処
分

十
五
　
法
第
四
十
五
条
の
二
第
二
項
又
は
第
三
百
十
七

条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
処
分

十
六
　
法
第
五
十
三
条
第
七
十
二
項
若
し
く
は
第
七
十

五
項
又
は
第
三
百
二
十
一
条
の
八
第
六
十
九
項
若
し

く
は
第
七
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知

十
七
　
法
第
七
十
二
条
の
二
十
五
第
二
項
か
ら
第
四
項

ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
七
十
二
条
の
二
十
八

第
二
項
又
は
第
七
十
二
条
の
二
十
九
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
五
項
（
法
第

七
十
二
条
の
二
十
八
第
二
項
又
は
第
七
十
二
条
の
二

十
九
第
二
項
若
し
く
は
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
承
認
に
関
す
る
処

分
十
八
　
法
第
七
十
二
条
の
三
十
二
の
二
第
四
項
又
は
第

七
項
の
規
定
に
よ
る
通
知

十
九
　
法
第
七
十
四
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

納
期
限
の
延
長
に
関
す
る
処
分

二
十
　
法
第
三
百
二
十
一
条
の
四
第
一
項
（
同
条
第
六

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
三

百
二
十
一
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知

二
十
一
　
法
第
四
百
七
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

納
期
限
の
延
長
に
関
す
る
処
分

二
十
二
　
法
第
六
百
三
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る

通
知

二
十
三
　
法
第
六
百
二
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る

通
知

二
十
四
　
法
附
則
第
二
十
九
条
の
五
第
六
項
の
規
定
に

よ
る
通
知

二
十
五
　
政
令
第
四
十
八
条
の
九
の
十
第
四
項
（
政
令

第
四
十
八
条
の
十
七
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
通
知

（
公
示
送
達
の
方
法
）

第
一
条
の
八
　
外
国
に
お
い
て
す
べ
き
送
達
に
お
い
て

は
、
地
方
団
体
の
長
は
、
公
示
送
達
が
あ
つ
た
こ
と
を

通
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
納
税
証
明
事
項
）

第
一
条
の
九
　
政
令
第
六
条
の
二
十
一
第
一
項
第
六
号
の

総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も

の
と
す
る
。

一
　
法
第
五
十
三
条
第
三
項
後
段
の
前
事
業
年
度
以
前

の
法
人
税
割
の
課
税
標
準
と
な
る
法
人
税
額
に
つ
い

て
控
除
さ
れ
な
か
つ
た
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
控

除
対
象
通
算
適
用
前
欠
損
調
整
額
、
同
条
第
八
項
後

段
の
前
事
業
年
度
以
前
の
法
人
税
割
の
課
税
標
準
と

な
る
法
人
税
額
に
つ
い
て
控
除
さ
れ
な
か
つ
た
同
条

第
九
項
に
規
定
す
る
控
除
対
象
合
併
等
前
欠
損
調
整

額
、
同
条
第
十
三
項
後
段
の
前
事
業
年
度
以
前
の
法

人
税
割
の
課
税
標
準
と
な
る
法
人
税
額
に
つ
い
て
控

除
さ
れ
な
か
つ
た
同
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
控
除

対
象
通
算
対
象
所
得
調
整
額
、
同
条
第
十
九
項
後
段

の
前
事
業
年
度
以
前
の
法
人
税
割
の
課
税
標
準
と
な

る
法
人
税
額
に
つ
い
て
控
除
さ
れ
な
か
つ
た
同
条
第

二
十
項
に
規
定
す
る
控
除
対
象
配
賦
欠
損
調
整
額
、

同
条
第
二
十
三
項
第
一
号
後
段
の
前
事
業
年
度
以
前

の
法
人
税
割
の
課
税
標
準
と
な
る
法
人
税
額
に
つ
い

て
控
除
さ
れ
な
か
つ
た
同
号
に
規
定
す
る
内
国
法
人

の
控
除
対
象
還
付
法
人
税
額
、
同
項
第
二
号
後
段
の

前
事
業
年
度
以
前
の
法
人
税
割
の
課
税
標
準
と
な
る

法
人
税
額
に
つ
い
て
控
除
さ
れ
な
か
つ
た
同
号
に
規

定
す
る
外
国
法
人
の
恒
久
的
施
設
帰
属
所
得
に
係
る

控
除
対
象
還
付
法
人
税
額
、
同
項
第
三
号
後
段
の
前

事
業
年
度
以
前
の
法
人
税
割
の
課
税
標
準
と
な
る
法

人
税
額
に
つ
い
て
控
除
さ
れ
な
か
つ
た
同
号
に
規
定

す
る
外
国
法
人
の
恒
久
的
施
設
非
帰
属
所
得
に
係
る

控
除
対
象
還
付
法
人
税
額
、
同
条
第
二
十
六
項
後
段

の
前
事
業
年
度
以
前
の
法
人
税
割
の
課
税
標
準
と
な

る
法
人
税
額
に
つ
い
て
控
除
さ
れ
な
か
つ
た
同
条
第

二
十
七
項
に
規
定
す
る
控
除
対
象
還
付
対
象
欠
損
調

整
額
そ
の
他
法
第
十
四
条
の
九
第
二
項
各
号
に
掲
げ

る
地
方
税
の
額
の
算
出
の
た
め
に
必
要
な
事
項

二
　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
条
例
で
定
め
る
事
項

1



第
一
条
の
九
の
二
　
削
除

（
預
貯
金
等
の
内
容
に
関
す
る
事
項
）

第
一
条
の
九
の
三
　
法
第
二
十
条
の
十
一
の
二
に
規
定
す

る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
同
条
に
規
定
す
る
預

貯
金
者
等
の
顧
客
番
号
並
び
に
同
条
に
規
定
す
る
預
貯

金
等
の
口
座
番
号
、
口
座
開
設
日
、
種
目
、
元
本
の

額
、
利
率
、
預
入
日
及
び
満
期
日
と
す
る
。

（
社
債
等
の
内
容
に
関
す
る
事
項
）

第
一
条
の
九
の
四
　
法
第
二
十
条
の
十
一
の
三
に
規
定
す

る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
同
条
に
規
定
す
る
口

座
管
理
機
関
の
加
入
者
（
同
条
に
規
定
す
る
加
入
者
を

い
う
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
顧
客
番
号

又
は
口
座
番
号
並
び
に
法
第
二
十
条
の
十
一
の
三
に
規

定
す
る
社
債
等
の
種
類
、
銘
柄
及
び
そ
の
銘
柄
ご
と
の

数
又
は
金
額
と
す
る
。

（
株
式
等
の
内
容
に
関
す
る
事
項
）

第
一
条
の
九
の
五
　
法
第
二
十
条
の
十
一
の
四
に
規
定
す

る
総
務
省
令
で
定
め
る
社
債
等
は
、
社
債
、
株
式
等
の

振
替
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
第
八
号
、
第
十
号

の
二
又
は
第
十
二
号
か
ら
第
十
七
号
の
三
ま
で
に
掲
げ

る
も
の
の
う
ち
、
社
債
、
株
式
等
の
振
替
に
関
す
る
命

令
（
平
成
十
四
年
内
閣
府
・
法
務
省
令
第
五
号
）
第
六

十
二
条
の
規
定
に
よ
り
振
替
機
関
（
法
第
二
十
条
の
十

一
の
四
に
規
定
す
る
振
替
機
関
を
い
う
。
次
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
が
同
令
第
六
十
二
条
に
規
定
す
る
業
務
規

程
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２
　
法
第
二
十
条
の
十
一
の
四
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で

定
め
る
事
項
は
、
振
替
機
関
又
は
そ
の
下
位
機
関
（
同

条
に
規
定
す
る
下
位
機
関
を
い
う
。
）
の
加
入
者
の
同

条
に
規
定
す
る
株
式
等
の
種
類
、
銘
柄
及
び
そ
の
銘
柄

ご
と
の
数
又
は
金
額
を
特
定
す
る
た
め
に
当
該
振
替
機

関
が
定
め
る
当
該
加
入
者
の
記
号
又
は
番
号
と
す
る
。

（
法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
四
号
の
二
イ
（
１
）
の
剰

余
金
等
）

第
一
条
の
九
の
六
　
法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
四
号
の
二

イ
（
１
）
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
剰
余
金

は
、
会
社
計
算
規
則
（
平
成
十
八
年
法
務
省
令
第
十
三

号
）
第
二
十
九
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
額
と
す

る
。

２
　
法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
四
号
の
二
イ
（
３
）
に
規

定
す
る
剰
余
金
と
し
て
計
上
し
た
も
の
で
総
務
省
令
で

定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
　
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
四

百
四
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
資
本
金
の
額
を
減
少
し

た
場
合
　
会
社
計
算
規
則
第
二
十
七
条
第
一
項
第
一

号
に
規
定
す
る
額

二
　
会
社
法
第
四
百
四
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
準
備
金

の
額
を
減
少
し
た
場
合
　
会
社
計
算
規
則
第
二
十
七

条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
額

３
　
前
項
各
号
に
定
め
る
額
は
、
会
社
法
第
四
百
五
十
二

条
の
規
定
に
よ
り
損
失
の
塡
補
に
充
て
た
日
以
前
一
年

間
に
お
い
て
剰
余
金
と
し
て
計
上
し
た
額
に
限
る
も
の

と
す
る
。

４
　
法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
四
号
の
二
イ
（
３
）
に
規

定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
損
失
は
、
会
社
法
第
四
百

五
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
損
失
の
塡
補
に
充
て
た
日
に

お
け
る
会
社
計
算
規
則
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
そ
の

他
利
益
剰
余
金
の
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
お
け
る
当

該
零
を
下
回
る
額
と
す
る
。

（
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
者
の
範
囲
）

第
一
条
の
九
の
七
　
法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
十
一
号
イ

（
３
）
及
び
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
一
号
イ

（
３
）
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め

る
者
と
す
る
。

一
　
そ
の
者
が
住
民
票
に
世
帯
主
と
記
載
さ
れ
て
い
る

者
で
あ
る
場
合
　
そ
の
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る

者
の
住
民
票
に
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年

法
律
第
八
十
一
号
）
第
七
条
第
四
号
に
掲
げ
る
世
帯

主
と
の
続
柄
（
次
号
及
び
次
条
に
お
い
て
「
世
帯
主

と
の
続
柄
」
と
い
う
。
）
が
世
帯
主
の
未
届
の
夫
で

あ
る
旨
そ
の
他
の
世
帯
主
と
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同

様
の
事
情
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
続
柄
で
あ
る
旨
の

記
載
が
さ
れ
た
者

二
　
そ
の
者
が
住
民
票
に
世
帯
主
と
記
載
さ
れ
て
い
る

者
で
な
い
場
合
　
そ
の
者
の
住
民
票
に
世
帯
主
と
の

続
柄
が
世
帯
主
の
未
届
の
妻
で
あ
る
旨
そ
の
他
の
世

帯
主
と
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
続
柄
で
あ
る
旨
の
記
載
が
さ
れ
て
い
る

と
き
の
そ
の
世
帯
主

第
一
条
の
九
の
八
　
法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
十
二
号
ハ

及
び
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
二
号
ハ
に
規
定
す

る
総
務
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場

合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
者
と
す
る
。

一
　
そ
の
者
が
住
民
票
に
世
帯
主
と
記
載
さ
れ
て
い
る

者
で
あ
る
場
合
　
そ
の
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る

者
の
住
民
票
に
世
帯
主
と
の
続
柄
が
世
帯
主
の
未
届

の
夫
又
は
未
届
の
妻
で
あ
る
旨
そ
の
他
の
世
帯
主
と

事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
続
柄
で
あ
る
旨
の
記
載
が
さ
れ
た
者

二
　
そ
の
者
が
住
民
票
に
世
帯
主
と
記
載
さ
れ
て
い
る

者
で
な
い
場
合
　
そ
の
者
の
住
民
票
に
世
帯
主
と
の

続
柄
が
世
帯
主
の
未
届
の
夫
又
は
未
届
の
妻
で
あ
る

旨
そ
の
他
の
世
帯
主
と
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の

事
情
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
続
柄
で
あ
る
旨
の
記
載

が
さ
れ
て
い
る
と
き
の
そ
の
世
帯
主

（
政
令
第
七
条
の
三
の
二
第
九
項
の
総
務
省
令
で
定
め

る
特
殊
の
関
係
）

第
一
条
の
九
の
九
　
政
令
第
七
条
の
三
の
二
第
九
項
に
規

定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
特
殊
の
関
係
は
、
次
に
掲

げ
る
関
係
と
す
る
。

一
　
一
方
の
者
が
他
方
の
法
人
（
法
第
二
十
四
条
第
六

項
の
規
定
に
よ
り
法
人
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
含

む
。
以
下
道
府
県
民
税
に
つ
い
て
同
じ
。
）
の
発
行

済
株
式
又
は
出
資
（
自
己
が
有
す
る
自
己
の
株
式
又

は
出
資
を
除
く
。
）
の
総
数
又
は
総
額
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
発
行
済
株
式
等
」
と
い
う
。
）
の
百

分
の
五
十
を
超
え
る
数
又
は
金
額
の
株
式
等
（
株
式

又
は
出
資
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

を
直
接
又
は
間
接
に
保
有
す
る
関
係
そ
の
他
の
一
方

の
者
が
他
方
の
者
を
直
接
又
は
間
接
に
支
配
す
る

関
係

二
　
二
の
法
人
が
同
一
の
者
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
発

行
済
株
式
等
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
数
又
は
金
額

の
株
式
等
を
直
接
又
は
間
接
に
保
有
さ
れ
る
場
合
に

お
け
る
当
該
二
の
法
人
の
関
係
そ
の
他
の
二
の
者
が

同
一
の
者
に
よ
り
直
接
又
は
間
接
に
支
配
さ
れ
る
場

合
に
お
け
る
当
該
二
の
者
の
関
係
（
前
号
に
掲
げ
る

関
係
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

２
　
前
項
第
一
号
の
場
合
に
お
い
て
、
一
方
の
者
が
他
方

の
法
人
の
発
行
済
株
式
等
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
数

又
は
金
額
の
株
式
等
を
直
接
又
は
間
接
に
保
有
す
る
か

ど
う
か
の
判
定
は
、
当
該
一
方
の
者
の
当
該
他
方
の
法

人
に
係
る
直
接
保
有
の
株
式
等
の
保
有
割
合
（
当
該
一

方
の
者
の
有
す
る
当
該
他
方
の
法
人
の
株
式
等
の
数
又

は
金
額
が
当
該
他
方
の
法
人
の
発
行
済
株
式
等
の
う
ち

に
占
め
る
割
合
を
い
う
。
）
と
当
該
一
方
の
者
の
当
該

他
方
の
法
人
に
係
る
間
接
保
有
の
株
式
等
の
保
有
割
合

と
を
合
計
し
た
割
合
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

３
　
前
項
に
規
定
す
る
間
接
保
有
の
株
式
等
の
保
有
割
合

と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当

該
各
号
に
定
め
る
割
合
（
当
該
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の

い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
各
号
に
定
め

る
割
合
の
合
計
割
合
）
を
い
う
。

一
　
前
項
の
他
方
の
法
人
の
株
主
等
で
あ
る
法
人
の
発

行
済
株
式
等
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
数
又
は
金
額

の
株
式
等
が
同
項
の
一
方
の
者
に
よ
り
保
有
さ
れ
て

い
る
場
合
　
当
該
株
主
等
で
あ
る
法
人
の
有
す
る
当

該
他
方
の
法
人
の
株
式
等
の
数
又
は
金
額
が
当
該
他

方
の
法
人
の
発
行
済
株
式
等
の
う
ち
に
占
め
る
割
合

（
当
該
株
主
等
で
あ
る
法
人
が
二
以
上
あ
る
場
合
に

は
、
当
該
二
以
上
の
株
主
等
で
あ
る
法
人
に
つ
き
そ

れ
ぞ
れ
計
算
し
た
割
合
の
合
計
割
合
）

二
　
前
項
の
他
方
の
法
人
の
株
主
等
で
あ
る
法
人
（
前

号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
同
号
の
株
主
等
で
あ

る
法
人
を
除
く
。
）
と
同
項
の
一
方
の
者
と
の
間
に

こ
れ
ら
の
者
と
株
式
等
の
保
有
を
通
じ
て
連
鎖
関
係

に
あ
る
一
又
は
二
以
上
の
法
人
（
以
下
こ
の
号
に
お

い
て
「
出
資
関
連
法
人
」
と
い
う
。
）
が
介
在
し
て

い
る
場
合
（
出
資
関
連
法
人
及
び
当
該
株
主
等
で
あ

る
法
人
が
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
発
行
済
株
式
等
の
百
分
の

五
十
を
超
え
る
数
又
は
金
額
の
株
式
等
を
当
該
一
方

の
者
又
は
出
資
関
連
法
人
（
そ
の
発
行
済
株
式
等
の

百
分
の
五
十
を
超
え
る
数
又
は
金
額
の
株
式
等
が
当

該
一
方
の
者
又
は
他
の
出
資
関
連
法
人
に
よ
り
保
有

さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
り
保
有
さ
れ
て

い
る
場
合
に
限
る
。
）
　
当
該
株
主
等
で
あ
る
法
人
の

有
す
る
当
該
他
方
の
法
人
の
株
式
等
の
数
又
は
金
額

が
当
該
他
方
の
法
人
の
発
行
済
株
式
等
の
う
ち
に
占

め
る
割
合
（
当
該
株
主
等
で
あ
る
法
人
が
二
以
上
あ

る
場
合
に
は
、
当
該
二
以
上
の
株
主
等
で
あ
る
法
人

に
つ
き
そ
れ
ぞ
れ
計
算
し
た
割
合
の
合
計
割
合
）

４
　
第
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
第
二
号
の
直
接
又
は
間

接
に
保
有
さ
れ
る
関
係
の
判
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
政
令
第
七
条
の
四
の
二
第
二
項
の
金
融
機
関
）

第
一
条
の
十
　
政
令
第
七
条
の
四
の
二
第
二
項
第
一
号
ロ

に
規
定
す
る
金
融
機
関
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

は
、
銀
行
、
信
託
会
社
、
信
用
金
庫
、
信
用
金
庫
連
合

会
、
労
働
金
庫
、
労
働
金
庫
連
合
会
、
信
用
協
同
組

合
、
信
用
協
同
組
合
連
合
会
、
農
林
中
央
金
庫
、
株
式

会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
、
農
業
協
同
組
合
、
農
業
協

同
組
合
連
合
会
、
漁
業
協
同
組
合
、
漁
業
協
同
組
合
連

合
会
、
水
産
加
工
業
協
同
組
合
、
水
産
加
工
業
協
同
組

合
連
合
会
及
び
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十

四
年
法
律
第
百
八
十
一
号
）
第
九
条
の
九
第
三
項
に
規

定
す
る
火
災
等
共
済
組
合
、
同
項
に
規
定
す
る
火
災
等

共
済
組
合
連
合
会
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
共
済
に
係

る
事
業
を
行
う
金
融
機
関
と
す
る
。

２
　
政
令
第
七
条
の
四
の
二
第
二
項
第
五
号
ロ
及
び
第
十

二
号
ロ
に
規
定
す
る
金
融
機
関
で
総
務
省
令
で
定
め
る

も
の
は
、
銀
行
及
び
信
託
会
社
と
す
る
。

第
一
条
の
十
一
　
削
除

2



（
法
第
三
十
二
条
第
十
一
項
及
び
第
三
百
十
三
条
第
十

一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
書
類
）

第
一
条
の
十
二
　
法
第
三
十
二
条
第
十
一
項
及
び
第
三
百

十
三
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
書

類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
所
得
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
九
十
六

号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
特
定
支
出
に
関
す
る
明
細
書

二
　
所
得
税
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
五
に
規
定
す

る
書
類

（
法
第
三
十
二
条
第
十
三
項
及
び
第
三
百
十
三
条
第
十

三
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
）

第
一
条
の
十
二
の
二
　
法
第
三
十
二
条
第
十
三
項
及
び
第

三
百
十
三
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め

る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
法
第
三
十
七
条
の
四
及
び
第
三
百
十
四
条
の
九
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
所
得
割
額
か
ら
控
除
す
る
配
当

割
額

二
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

２
　
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
第
二
条
の
三
第
二

項
の
確
定
申
告
書
に
付
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項

と
す
る
。

（
法
第
三
十
二
条
第
十
五
項
及
び
第
三
百
十
三
条
第
十

五
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
）

第
一
条
の
十
二
の
三
　
法
第
三
十
二
条
第
十
五
項
及
び
第

三
百
十
三
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め

る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
法
第
三
十
七
条
の
四
及
び
第
三
百
十
四
条
の
九
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
所
得
割
額
か
ら
控
除
す
る
株
式

等
譲
渡
所
得
割
額

二
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

２
　
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
第
二
条
の
三
第
二

項
の
確
定
申
告
書
に
付
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項

と
す
る
。

（
政
令
第
七
条
の
十
四
の
総
務
省
令
で
定
め
る
状
況
等
）

第
一
条
の
十
三
　
政
令
第
七
条
の
十
四
に
規
定
す
る
総
務

省
令
で
定
め
る
状
況
は
、
次
に
掲
げ
る
状
況
と
す
る
。

一
　
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
（
介
護
保
険
法
（
平
成

九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
八
条
第
一
項
第

一
号
に
規
定
す
る
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
を
い

う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
指
定
地
域
密
着

型
介
護
老
人
福
祉
施
設
（
同
法
第
四
十
二
条
の
二
第

一
項
に
規
定
す
る
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
に
該

当
す
る
同
法
第
八
条
第
二
十
二
項
に
規
定
す
る
地
域

密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
の
事

業
を
行
う
同
項
に
規
定
す
る
地
域
密
着
型
介
護
老
人

福
祉
施
設
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お

け
る
政
令
第
七
条
の
十
四
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
提

供
の
状
況

二
　
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五

十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定

す
る
特
定
健
康
診
査
の
結
果
に
基
づ
き
同
項
に
規
定

す
る
特
定
保
健
指
導
（
当
該
特
定
健
康
診
査
を
行
つ

た
医
師
の
指
示
に
基
づ
き
行
わ
れ
る
積
極
的
支
援

（
特
定
健
康
診
査
及
び
特
定
保
健
指
導
の
実
施
に
関

す
る
基
準
（
平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
五
十

七
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
実
施
基
準
」
と
い

う
。
）
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
積
極
的
支
援
を

い
う
。
）
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け

る
者
の
う
ち
そ
の
結
果
が
次
の
い
ず
れ
か
の
基
準
に

該
当
す
る
者
の
そ
の
状
態

イ
　
実
施
基
準
第
一
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
血

圧
の
測
定
の
結
果
が
高
血
圧
症
と
同
等
の
状
態
で

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
基
準

ロ
　
実
施
基
準
第
一
条
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る

血
中
脂
質
検
査
の
結
果
が
脂
質
異
常
症
と
同
等
の

状
態
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
基
準

ハ
　
実
施
基
準
第
一
条
第
一
項
第
八
号
に
掲
げ
る
血

糖
検
査
の
結
果
が
糖
尿
病
と
同
等
の
状
態
で
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
基
準

２
　
政
令
第
七
条
の
十
四
第
三
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令

で
定
め
る
も
の
は
、
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
及
び
指

定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
と
す
る
。

（
年
金
給
付
契
約
の
対
象
と
な
る
共
済
に
係
る
契
約
の

要
件
の
細
目
）

第
一
条
の
十
四
　
政
令
第
七
条
の
十
五
の
十
二
第
三
号
に

規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
に
掲
げ
る

要
件
と
す
る
。

一
　
政
令
第
七
条
の
十
五
の
十
二
第
三
号
に
規
定
す
る

生
命
共
済
に
係
る
契
約
で
年
金
の
給
付
を
目
的
と
す

る
も
の
（
退
職
年
金
の
給
付
を
目
的
と
す
る
も
の
を

除
く
。
以
下
本
条
に
お
い
て
「
年
金
共
済
契
約
」
と

い
う
。
）
を
締
結
す
る
組
合
（
農
業
協
同
組
合
法

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
十
条
第

一
項
第
十
号
の
事
業
を
行
う
農
業
協
同
組
合
若
し
く

は
農
業
協
同
組
合
連
合
会
又
は
水
産
業
協
同
組
合
法

（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
四
十
二
号
）
第
十
一

条
第
一
項
第
十
二
号
若
し
く
は
第
九
十
三
条
第
一
項

第
六
号
の
二
の
事
業
を
行
う
漁
業
協
同
組
合
若
し
く

は
水
産
加
工
業
協
同
組
合
若
し
く
は
共
済
水
産
業
協

同
組
合
連
合
会
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
定
め
る
当
該
年
金
共
済
契
約
に
係
る
共
済
規
程

は
、
当
該
年
金
共
済
契
約
に
係
る
約
款
を
全
国
連
合

会
（
農
業
協
同
組
合
法
第
十
条
第
一
項
第
十
号
の
事

業
を
行
う
農
業
協
同
組
合
連
合
会
又
は
共
済
水
産
業

協
同
組
合
連
合
会
の
う
ち
そ
の
業
務
が
全
国
の
区
域

に
及
ぶ
も
の
を
い
う
。
以
下
本
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

が
農
林
水
産
大
臣
の
承
認
を
受
け
て
定
め
る
約
款
と

同
一
の
内
容
の
も
の
と
す
る
旨
の
定
め
が
あ
る
も
の

で
あ
る
こ
と
（
全
国
連
合
会
の
締
結
す
る
年
金
共
済

契
約
に
係
る
共
済
規
程
に
あ
つ
て
は
、
農
林
水
産
大

臣
の
承
認
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。
）
。

二
　
当
該
年
金
共
済
契
約
を
締
結
す
る
組
合
（
全
国
連

合
会
を
除
く
。
）
が
当
該
年
金
共
済
契
約
に
よ
り
負

う
共
済
責
任
は
、
当
該
組
合
が
そ
の
全
部
を
当
該
組

合
を
会
員
と
す
る
全
国
連
合
会
の
共
済
に
付
し
て
い

る
こ
と
又
は
当
該
組
合
が
当
該
組
合
を
会
員
と
す
る

全
国
連
合
会
と
連
帯
し
て
負
担
し
て
い
る
こ
と
（
当

該
全
国
連
合
会
と
の
契
約
に
よ
り
当
該
組
合
が
そ
の

共
済
責
任
に
つ
い
て
の
当
該
負
担
部
分
を
有
し
な
い

場
合
に
限
る
。
）
。

三
　
当
該
年
金
共
済
契
約
に
基
づ
く
金
銭
の
支
払
は
、

次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
当
該
年
金
共
済
契
約
に
基
づ
く
年
金
以
外
の
金

銭
の
支
払
（
割
戻
金
の
割
戻
し
及
び
解
約
返
戻
金

の
支
払
を
除
く
。
）
は
、
当
該
年
金
共
済
契
約
で

定
め
る
被
共
済
者
が
死
亡
し
、
又
は
重
度
の
障
害

に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合
に
限
り
行
う
も

の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
当
該
年
金
共
済
契
約
で
定
め
る
被
共
済
者
が
死

亡
し
、
又
は
重
度
の
障
害
に
該
当
す
る
こ
と
と
な

つ
た
場
合
に
支
払
う
金
銭
の
額
は
、
当
該
年
金
共

済
契
約
の
締
結
の
日
以
後
の
期
間
又
は
支
払
掛
金

の
総
額
に
応
じ
て
逓
増
的
に
定
め
ら
れ
て
い
る
こ

と
。

ハ
　
当
該
年
金
共
済
契
約
に
基
づ
く
年
金
の
支
払

は
、
当
該
年
金
の
支
払
期
間
を
通
じ
て
年
一
回
以

上
定
期
に
行
う
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
年
金

共
済
契
約
に
基
づ
き
支
払
う
べ
き
年
金
の
額
（
年

金
の
支
払
開
始
日
か
ら
一
定
の
期
間
内
に
年
金
受

取
人
が
死
亡
し
て
も
な
お
年
金
を
支
払
う
旨
の
定

め
の
あ
る
年
金
共
済
契
約
に
あ
つ
て
は
、
当
該
一

定
の
期
間
内
に
支
払
う
べ
き
年
金
の
額
と
す
る
。
）

の
一
部
を
一
括
し
て
支
払
う
旨
の
定
め
が
な
い
こ

と
。

ニ
　
当
該
年
金
共
済
契
約
に
基
づ
く
割
戻
金
の
金
銭

に
よ
る
割
戻
し
（
当
該
割
戻
し
を
受
け
る
割
戻
金

を
も
つ
て
当
該
年
金
共
済
契
約
に
係
る
掛
金
の
払

込
み
に
充
て
ら
れ
る
部
分
を
除
く
。
）
は
、
年
金

の
支
払
開
始
日
前
に
お
い
て
行
わ
な
い
も
の
又
は

当
該
割
戻
金
の
割
戻
し
を
す
る
日
の
属
す
る
年
に

お
い
て
払
い
込
む
べ
き
当
該
掛
金
の
金
額
の
範
囲

内
の
額
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
地
震
保
険
料
控
除
額
の
控
除
の
対
象
と
な
る
共
済
に

係
る
契
約
の
要
件
の
細
目
）

第
一
条
の
十
五
　
政
令
第
七
条
の
十
五
の
十
四
第
三
号
に

規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
同
号
に
規
定

す
る
漁
業
協
同
組
合
又
は
水
産
加
工
業
協
同
組
合
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
組
合
」
と
い
う
。
）
が
、
そ
の

締
結
し
た
建
物
若
し
く
は
動
産
の
共
済
期
間
中
の
耐
存

を
共
済
事
故
と
す
る
共
済
又
は
火
災
共
済
に
係
る
契
約

に
よ
り
負
う
共
済
責
任
を
当
該
組
合
を
会
員
と
す
る
共

済
水
産
業
協
同
組
合
連
合
会
（
そ
の
業
務
が
全
国
の
区

域
に
及
ぶ
も
の
に
限
る
。
）
と
の
契
約
に
よ
り
連
帯
し

て
負
担
し
て
い
る
こ
と
（
当
該
契
約
に
よ
り
当
該
組
合

は
そ
の
共
済
責
任
に
つ
い
て
の
当
該
負
担
部
分
を
有
し

な
い
場
合
に
限
る
。
）
と
す
る
。

（
法
第
三
十
七
条
の
二
第
三
項
及
び
第
三
百
十
四
条
の

七
第
三
項
の
申
出
書
の
提
出
方
法
等
）

第
一
条
の
十
六
　
法
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三

百
十
四
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
（
以
下
こ

の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
指
定
」
と
い
う
。
）
を
受

け
よ
う
と
す
る
都
道
府
県
、
市
町
村
又
は
特
別
区
（
以

下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
都
道
府
県
等
」
と
い

う
。
）
は
、
指
定
対
象
期
間
の
初
日
の
属
す
る
年
の
七

月
一
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
、
法
第
三
十

七
条
の
二
第
三
項
及
び
第
三
百
十
四
条
の
七
第
三
項
に

規
定
す
る
申
出
書
及
び
書
類
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条

第
二
項
第
一
号
に
お
い
て
「
申
出
書
等
」
と
い
う
。
）

を
総
務
大
臣
に
（
市
町
村
又
は
特
別
区
に
あ
つ
て
は
、

都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
総
務
大
臣
に
）
提
出
す
る

も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
に
規
定
す
る
指
定
対
象
期
間
は
、
毎
年
十
月
一

日
か
ら
翌
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
期
間
と
す
る
。

３
　
指
定
を
受
け
て
い
な
い
都
道
府
県
等
（
前
項
の
指
定

対
象
期
間
に
お
い
て
既
に
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
申
出

書
等
を
提
出
し
た
都
道
府
県
等
及
び
法
第
三
十
七
条
の

二
第
六
項
及
び
第
三
百
十
四
条
の
七
第
六
項
の
規
定
に

よ
り
指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
都
道
府
県
等
を
除
く
。
）

は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
項
の
指
定
対

象
期
間
の
初
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
の
四
月
一
日
か
ら

同
年
八
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
、
申
出
書
等
を
総
務

大
臣
に
（
市
町
村
又
は
特
別
区
に
あ
つ
て
は
、
都
道
府

県
知
事
を
経
由
し
て
総
務
大
臣
に
）
提
出
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

４
　
法
第
三
十
七
条
の
二
第
六
項
及
び
第
三
百
十
四
条
の

七
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
都
道

府
県
等
（
既
に
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
申
出
書
等
を
提

3



出
し
た
都
道
府
県
等
を
除
く
。
）
は
、
第
一
項
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
二

年
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る
月
の
初
日
か
ら
末
日
ま
で

の
間
に
、
申
出
書
等
を
総
務
大
臣
に
（
市
町
村
又
は
特

別
区
に
あ
つ
て
は
、
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
総
務

大
臣
に
）
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
　
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
申
出
書
等
を
提
出
し
た
都
道

府
県
等
が
指
定
を
受
け
る
場
合
に
お
け
る
指
定
対
象
期

間
は
、
当
該
指
定
を
し
た
旨
の
法
第
三
十
七
条
の
二
第

七
項
及
び
第
三
百
十
四
条
の
七
第
七
項
の
規
定
に
よ
る

告
示
を
し
た
日
か
ら
第
二
項
の
指
定
対
象
期
間
の
末
日

ま
で
の
期
間
と
す
る
。

（
法
第
三
十
七
条
の
二
第
三
項
及
び
第
三
百
十
四
条
の

七
第
三
項
の
申
出
書
の
記
載
事
項
等
）

第
一
条
の
十
七
　
法
第
三
十
七
条
の
二
第
三
項
及
び
第
三

百
十
四
条
の
七
第
三
項
に
規
定
す
る
第
一
号
寄
附
金
の

募
集
の
適
正
な
実
施
に
関
し
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
法
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項

及
び
第
三
百
十
四
条
の
七
第
二
項
に
規
定
す
る
返
礼
品

等
（
次
項
第
四
号
に
お
い
て
「
返
礼
品
等
」
と
い
う
。
）

を
提
供
し
な
い
場
合
に
は
、
第
一
号
及
び
第
四
号
か
ら

第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
）
と
す
る
。

一
　
法
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
第
一
号
及
び
第
三
百

十
四
条
の
七
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合

す
る
旨

二
　
法
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
百

十
四
条
の
七
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合

す
る
旨

三
　
法
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
第
三
号
及
び
第
三
百

十
四
条
の
七
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合

す
る
旨

四
　
法
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
第
四
号
及
び
第
三
百

十
四
条
の
七
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合

す
る
旨

五
　
法
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
第
五
号
及
び
第
三
百

十
四
条
の
七
第
二
項
第
五
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合

す
る
旨

六
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
指
定
に
関
し
必

要
な
事
項

２
　
法
第
三
十
七
条
の
二
第
三
項
及
び
第
三
百
十
四
条
の

七
第
三
項
に
規
定
す
る
申
出
書
に
添
え
る
こ
れ
ら
の
規

定
に
規
定
す
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一
　
都
道
府
県
等
が
前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
対

象
期
間
（
同
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

申
出
書
等
を
提
出
す
る
都
道
府
県
等
に
あ
つ
て
は
、

同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
指
定
対
象
期
間
。
第
三
号

及
び
第
四
号
に
お
い
て
「
指
定
対
象
期
間
」
と
い

う
。
）
に
受
領
す
る
法
第
三
十
七
条
の
二
第
一
項
第

一
号
及
び
第
三
百
十
四
条
の
七
第
一
項
第
一
号
に
掲

げ
る
寄
附
金
（
次
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
「
第
一

号
寄
附
金
」
と
い
う
。
）
の
額
の
見
込
額
及
び
そ
の

募
集
に
要
す
る
費
用
の
額
の
見
込
額
に
関
す
る
書
類

二
　
都
道
府
県
等
が
前
年
度
（
前
条
第
二
項
に
規
定
す

る
指
定
対
象
期
間
の
初
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度

を
い
う
。
）
に
受
領
し
た
第
一
号
寄
附
金
の
額
及
び

そ
の
募
集
に
要
し
た
費
用
の
額
に
関
す
る
書
類

三
　
都
道
府
県
等
が
指
定
対
象
期
間
に
行
お
う
と
す
る

第
一
号
寄
附
金
の
募
集
の
取
組
の
内
容
に
関
す
る

書
類

四
　
都
道
府
県
等
が
指
定
対
象
期
間
に
提
供
す
る
返
礼

品
等
の
内
容
に
関
す
る
書
類

五
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
指
定
に
関
し
必

要
な
書
類

３
　
総
務
大
臣
は
、
都
道
府
県
等
の
指
定
に
関
し
支
障
が

な
い
と
認
め
る
場
合
に
は
、
当
該
都
道
府
県
等
に
つ
い

て
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
一
部
又
は
全
部
を
省

略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
法
第
三
十
七
条
の
二
第
十
三
項
及
び
第
三
百
十
四
条

の
七
第
十
三
項
の
寄
附
者
名
簿
の
作
成
及
び
保
存
）

第
一
条
の
十
八
　
法
第
三
十
七
条
の
二
第
十
三
項
及
び
第

三
百
十
四
条
の
七
第
十
三
項
の
寄
附
者
名
簿
は
、
法
第

三
十
七
条
の
二
第
一
項
第
四
号
又
は
第
三
百
十
四
条
の

七
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
寄
附
金
の
受
入
れ
を
し
た

事
業
年
度
ご
と
に
作
成
す
る
も
の
と
し
、
当
該
事
業
年

度
終
了
の
日
の
翌
日
以
後
三
月
を
経
過
す
る
日
か
ら
五

年
間
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
保
存
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
政
令
第
七
条
の
十
九
第
九
項
及
び
第
四
十
八
条
の
九

の
二
第
十
項
の
金
額
）

第
一
条
の
十
九
　
政
令
第
七
条
の
十
九
第
九
項
及
び
第
四

十
八
条
の
九
の
二
第
十
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定

め
る
金
額
は
、
法
第
三
十
七
条
の
三
又
は
第
三
百
十
四

条
の
八
の
規
定
に
よ
る
控
除
を
し
よ
う
と
す
る
年
に
お

い
て
課
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
外
国
の
所

得
税
等
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
外
国
の
所
得
税

等
」
と
い
う
。
）
の
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
規
定
に
係
る
部
分
の
金
額
に
つ
い
て
は
、
当

該
各
号
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

一
　
政
令
第
七
条
の
十
九
第
二
項
若
し
く
は
第
四
項
又

は
第
四
十
八
条
の
九
の
二
第
二
項
若
し
く
は
第
五

項
　
政
令
第
七
条
の
十
九
第
二
項
及
び
第
四
十
八
条

の
九
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
超
え
る
部
分
の
額
又

は
政
令
第
七
条
の
十
九
第
四
項
に
規
定
す
る
国
税
の

控
除
余
裕
額
、
同
項
に
規
定
す
る
道
府
県
民
税
の
控

除
余
裕
額
若
し
く
は
同
項
に
規
定
す
る
市
町
村
民
税

の
控
除
余
裕
額
に
係
る
年
の
う
ち

も
古
い
年
以
後

の
各
年
の
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
国
税
の
控
除
限

度
額
、
同
項
に
規
定
す
る
道
府
県
民
税
の
控
除
限
度

額
若
し
く
は
同
項
に
規
定
す
る
市
町
村
民
税
の
控
除

限
度
額
の
合
計
額
並
び
に
当
該
年
に
お
い
て
課
さ
れ

た
外
国
の
所
得
税
等
の
額

二
　
政
令
第
七
条
の
十
九
第
八
項
　
同
項
に
規
定
す
る

控
除
さ
れ
な
か
つ
た
額
に
係
る
年
度
の
う
ち

も
古

い
年
度
以
後
の
各
年
度
に
お
け
る
所
得
割
額
の
計
算

上
法
第
三
十
七
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
控
除
す
る
こ

と
と
さ
れ
た
外
国
の
所
得
税
等
の
額

三
　
政
令
第
四
十
八
条
の
九
の
二
第
九
項
　
同
項
に
規

定
す
る
控
除
さ
れ
な
か
つ
た
額
に
係
る
年
度
の
う
ち

も
古
い
年
度
以
後
の
各
年
度
に
お
け
る
所
得
割
額

の
計
算
上
法
第
三
百
十
四
条
の
八
の
規
定
に
よ
り
控

除
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
外
国
の
所
得
税
等
の
額

（
道
府
県
民
税
、
市
町
村
民
税
及
び
森
林
環
境
税
に
係

る
納
税
通
知
書
・
申
告
書
等
の
様
式
）

第
二
条
　
法
第
四
十
三
条
及
び
第
七
百
三
十
九
条
の
二
の

規
定
に
よ
り
市
町
村
が
道
府
県
民
税
、
市
町
村
民
税
及

び
森
林
環
境
税
の
賦
課
徴
収
に
用
い
る
左
の
表
の
上
欄

に
掲
げ
る
文
書
の
様
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
下
欄
に
掲

げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

文
書
の
種
類

様
式

（
一
）
　
市
町
村
民
税
・
道
府
県
民
税
・

森
林
環
境
税
／
税
額
決
定
／
納
税
／
通

知
書

第
一
号
の
三
様

式

（
二
）
　
／
市
町
村
民
税
／
道
府
県
民
税

／
納
税
通
知
書
（
分
離
課
税
に
係
る
所

得
割
分
）

第
一
号
の
四
様

式

（
三
）
　
納
期
限
変
更
告
知
書

第
二
号
様
式

（
四
）
　
給
与
所
得
等
に
係
る
特
別
徴
収

義
務
者
及
び
特
別
徴
収
に
係
る
納
税
義

務
者
に
交
付
す
る
特
別
徴
収
の
方
法
に

よ
つ
て
徴
収
す
る
旨
の
通
知
書

第

三

号

様

式

（
別
表
）

（
五
）
　
督
促
状

第
四
号
様
式
又

は
第
四
号
の
二

様
式

（
六
）
　
／
市
町
村
民
税
／
道
府
県
民
税

／
更
正
（
決
定
）
通
知
書

第
五
号
の
二
様

式

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
市
町
村

長
は
、
法
第
三
百
二
十
一
条
の
四
第
一
項
又
は
第
五
項

の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
特
別
徴
収
義
務
者
に
前
項
の

表
の
（
四
）
の
上
欄
に
掲
げ
る
通
知
書
の
交
付
（
同
条

第
七
項
（
法
第
三
百
二
十
一
条
の
六
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
法
第
三
百

二
十
一
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
通
知
事
項
（
法
第

三
百
二
十
一
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合

に
は
、
特
別
徴
収
税
額
を
変
更
し
た
旨
）
の
提
供
を
除

く
。
）
を
行
う
と
き
は
、
第
三
号
様
式
中
「
個
人
番
号
」

及
び
「
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
」
の
欄
は
記
載
し
な

い
こ
と
と
す
る
。

３
　
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
係
る
次
の
表
の
上

欄
に
掲
げ
る
申
告
書
及
び
申
請
書
の
様
式
は
、
そ
れ
ぞ

れ
そ
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
次
の
表
の
（
一
）
の
上
欄
に
掲
げ
る
申
告
書

に
つ
い
て
法
第
三
百
十
七
条
の
二
第
一
項
の
申
告
書
を

提
出
す
べ
き
者
の
う
ち
当
該
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る

も
の
が
提
出
す
べ
き
申
告
書
と
し
て
市
町
村
長
が
別
に

簡
易
な
様
式
を
定
め
た
と
き
及
び
同
表
の
（
六
）
の
上

欄
に
掲
げ
る
申
告
書
に
つ
い
て
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
様

式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ

る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
総
務
大
臣
が
別
に
様
式
を

定
め
た
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
様
式
に
よ
る
こ
と
が

で
き
る
。

申
告
書
等
の
種
類

様
式

（
一
）
　
／
市
町
村
民
税
／
道
府
県
民
税
／
申

告
書
（
法
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
及
び
第

三
百
十
七
条
の
二
第
一
項
の
申
告
書
）

第
五
号
の

四

様

式

（
別
表
）

（
二
）
　
給
与
所
得
者
・
公
的
年
金
等
受
給
者

用
雑
損
控
除
・
医
療
費
控
除
申
告
書
（
法
第

四
十
五
条
の
二
第
三
項
及
び
第
三
百
十
七
条

の
二
第
三
項
の
申
告
書
）

第
五
号
の

五
様
式

（
三
）
　
寄
附
金
税
額
控
除
申
告
書
（
一
）
（
法

第
四
十
五
条
の
二
第
三
項
及
び
第
三
百
十
七

条
の
二
第
三
項
の
申
告
書
）

第
五
号
の

五
の
二
様

式

（
三
の
二
）
　
寄
附
金
税
額
控
除
申
告
書
（
二
）

（
法
第
四
十
五
条
の
二
第
五
項
及
び
第
三
百
十

七
条
の
二
第
五
項
の
申
告
書
）

第
五
号
の

五
の
三
様

式

（
四
）
　
給
与
所
得
者
・
公
的
年
金
等
受
給
者

用
繰
越
控
除
申
告
書
（
法
第
四
十
五
条
の
二

第
三
項
及
び
第
三
百
十
七
条
の
二
第
三
項
の

申
告
書
）

第
五
号
の

六
様
式

（
五
）
　
配
偶
者
控
除
・
扶
養
控
除
申
請
書

（
政
令
第
七
条
の
三
の
三
第
一
項
及
び
第
七
条

の
三
の
四
第
一
項
（
政
令
第
四
十
六
条
の
三

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
申
請

書
）

第
五
号
の

七
様
式

4



（
六
）
　
／
市
町
村
民
税
／
道
府
県
民
税
／
納

入
申
告
書
（
法
第
五
十
条
の
五
及
び
第
三
百

二
十
八
条
の
五
第
二
項
の
納
入
申
告
書
）

第
五
号
の

八
様
式

（
七
）
　
退
職
所
得
申
告
書
（
法
第
五
十
条
の

七
第
一
項
及
び
第
三
百
二
十
八
条
の
七
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
）

第
五
号
の

九
様
式

４
　
法
第
四
十
五
条
の
二
第
六
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令

で
定
め
る
事
項
は
、
法
第
二
十
四
条
第
一
項
第
一
号
に

掲
げ
る
者
（
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三

号
）
第
百
二
十
条
第
一
項
後
段
の
規
定
の
適
用
を
受
け

た
者
に
限
る
。
）
の
そ
の
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民

税
に
係
る
法
第
三
十
四
条
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
五
号

ま
で
、
第
五
号
の
三
、
第
六
号
及
び
第
八
号
か
ら
第
十

一
号
ま
で
の
規
定
に
よ
る
控
除
の
う
ち
こ
れ
ら
の
控
除

に
相
当
す
る
前
年
分
の
所
得
税
に
係
る
所
得
税
に
関
す

る
法
令
の
規
定
に
よ
る
控
除
が
所
得
税
法
施
行
規
則

（
昭
和
四
十
年
大
蔵
省
令
第
十
一
号
）
第
四
十
七
条
第

一
項
に
規
定
す
る
同
額
で
あ
る
控
除
で
あ
る
も
の
に
係

る
当
該
控
除
の
金
額
、
当
該
控
除
の
金
額
の
計
算
の
基

礎
及
び
法
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
第
五
号
及
び
第
七

号
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
法
第
三
十
四
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
控
除
の
額
と
す
る
。

５
　
法
第
四
十
五
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
同
条
第

一
項
の
道
府
県
民
税
に
関
す
る
申
告
書
の
記
載
は
、
前

項
に
規
定
す
る
法
第
三
十
四
条
第
一
項
第
三
号
か
ら
第

五
号
ま
で
、
第
五
号
の
三
、
第
六
号
及
び
第
八
号
か
ら

第
十
一
号
ま
で
の
規
定
に
よ
る
控
除
並
び
に
同
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
控
除
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
控
除

の
額
（
所
得
税
法
施
行
規
則
第
四
十
七
条
第
二
項
に
規

定
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
控
除
の
額
の
合
計

額
）
の
記
載
と
す
る
。

６
　
第
四
項
の
規
定
は
、
法
第
三
百
十
七
条
の
二
第
六
項

に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
項
中
「
第
四
十
五

条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
百
十
七
条
の
二
」
と
、

「
第
二
十
四
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
百
九
十
四
条
」

と
、
「
道
府
県
民
税
」
と
あ
る
の
は
「
市
町
村
民
税
」

と
、
「
第
三
十
四
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
百
十
四
条

の
二
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

７
　
第
五
項
の
規
定
は
、
法
第
三
百
十
七
条
の
二
第
六
項

の
規
定
に
よ
る
同
条
第
一
項
の
申
告
書
の
記
載
に
つ
い

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
項
中
「
第

四
十
五
条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
百
十
七
条
の

二
」
と
、
「
道
府
県
民
税
に
関
す
る
申
告
書
」
と
あ
る

の
は
「
申
告
書
」
と
、
「
第
三
十
四
条
」
と
あ
る
の
は

「
第
三
百
十
四
条
の
二
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
附
属
申
告
書
等
）

第
二
条
の
二
　
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
の
納
税
義

務
者
で
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、
法
第
四
十

五
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
百
十
七
条
の
二
第
一
項
の

申
告
書
に
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
下
欄
に
掲
げ
る
附
属
申
告

書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

納
税
義
務
者

附

属

申

告

書

の

種
類

（
一
）
　
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
前
年

（
以
下
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て

「
前
年
」
と
い
う
。
）
中
に
生
じ
た
純
損
失
の
金
額

の
う
ち
に
変
動
所
得
の
金
額
の
計
算
上
生
じ
た
損

失
の
金
額
又
は
被
災
事
業
用
資
産
の
損
失
の
金
額

が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
金
額
に
つ
い
て
そ

の
損
失
の
生
じ
た
年
の
末
日
の
属
す
る
年
度
の
翌

々
年
度
以
降
の
年
度
分
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町

村
民
税
の
総
所
得
金
額
、
退
職
所
得
金
額
又
は
山

林
所
得
金
額
の
計
算
上
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る

納
税
義
務
者

第

五

号

の

十

様

式

の

損

失

明

細

書

（
二
）
　
法
第
三
十
二
条
第
八
項
及
び
第
三
百
十
三

条
第
八
項
の
規
定
に
よ
つ
て
前
年
前
三
年
間
に
お

け
る
総
所
得
金
額
、
退
職
所
得
金
額
又
は
山
林
所

得
金
額
の
計
算
上
生
じ
た
純
損
失
の
金
額
又
は
法

第
三
十
二
条
第
九
項
及
び
第
三
百
十
三
条
第
九
項

の
規
定
に
よ
つ
て
前
年
前
三
年
内
の
各
年
に
生
じ

た
変
動
所
得
の
金
額
の
計
算
上
生
じ
た
損
失
の
金

額
若
し
く
は
被
災
事
業
用
資
産
の
損
失
の
金
額
若

し
く
は
前
年
前
三
年
内
の
各
年
に
生
じ
た
雑
損
失

の
金
額
に
つ
い
て
総
所
得
金
額
、
退
職
所
得
金
額

又
は
山
林
所
得
金
額
の
計
算
上
控
除
を
受
け
よ
う

と
す
る
納
税
義
務
者
（
法
第
四
十
五
条
の
二
第
三

項
及
び
第
三
百
十
七
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ

つ
て
、
法
第
三
十
二
条
第
八
項
及
び
第
三
百
十
三

条
第
八
項
に
規
定
す
る
純
損
失
の
金
額
の
控
除
又

は
法
第
三
十
二
条
第
九
項
及
び
第
三
百
十
三
条
第

九
項
に
規
定
す
る
純
損
失
若
し
く
は
雑
損
失
の
金

額
の
控
除
に
関
す
る
申
告
書
を
提
出
し
よ
う
と
す

る
納
税
義
務
者
を
除
く
。
）

第

五

号

の

十

一

様

式

の

繰

越

控

除

明

細
書

（
三
）
　
法
第
三
十
七
条
の
三
及
び
第
三
百
十
四
条

の
八
の
規
定
に
よ
つ
て
外
国
の
所
得
税
等
の
額
の

控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
納
税
義
務
者

第

五

号

の

十

三

様

式

の

外

国

の

所

得

税

等

の

額

の

控

除

に

関

す

る

明

細
書

２
　
市
町
村
長
は
、
法
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
及
び
第

三
項
並
び
に
第
三
百
十
七
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項

の
申
告
書
を
提
出
す
る
者
に
対
し
て
、
所
得
税
法
第
百

二
十
条
第
三
項
、
第
四
項
、
第
六
項
及
び
第
七
項
に
規

定
す
る
書
類
そ
の
他
の
書
類
又
は
電
磁
的
記
録
印
刷
書

面
（
所
得
税
法
施
行
令
第
二
百
六
十
二
条
第
一
項
に
規

定
す
る
電
磁
的
記
録
印
刷
書
面
を
い
う
。
第
七
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
で
所
得
税
に
関
す
る
法
令
の
規
定
に
基

づ
い
て
所
得
税
の
確
定
申
告
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
と
な
つ
て
い
る
も
の
又
は
税
務
署
長
が
提

示
さ
せ
、
若
し
く
は
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

と
な
つ
て
い
る
も
の
（
所
得
税
の
確
定
申
告
書
に
添
付

し
、
又
は
税
務
署
長
に
提
示
し
、
若
し
く
は
提
出
し
た

も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民

税
の
賦
課
徴
収
に
必
要
と
認
め
る
も
の
を
当
該
申
告
書

に
添
付
さ
せ
、
又
は
市
町
村
長
に
提
示
し
、
若
し
く
は

提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
市
町
村
長
は
、
医
療
費
控
除
額
の
控
除
に
関
す
る
事

項
を
記
載
し
た
法
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三

項
並
び
に
第
三
百
十
七
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
の

申
告
書
の
提
出
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
申
告
書
を
提
出
し
た
者
に

対
し
、
法
第
十
一
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
法
定
納

期
限
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
す
る
日
ま
で

の
間
、
所
得
税
法
第
百
二
十
条
第
四
項
第
一
号
に
掲
げ

る
書
類
に
記
載
さ
れ
た
医
療
費
に
つ
き
こ
れ
を
領
収
し

た
者
の
そ
の
領
収
を
証
す
る
書
類
（
税
務
署
長
に
提
示

し
、
又
は
提
出
し
た
も
の
を
除
く
。
）
を
市
町
村
長
に

提
示
し
、
又
は
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
法
第
三
十
四
条
第
八
項
及
び
第
三
百
十
四
条
の
二
第

八
項
の
規
定
に
よ
る
判
定
を
す
る
と
き
の
現
況
に
お
い

て
所
得
税
法
第
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
非
居

住
者
で
あ
る
者
（
以
下
こ
の
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
次

条
、
第
二
条
の
三
の
三
及
び
第
二
条
の
三
の
六
に
お
い

て
「
国
外
居
住
者
」
と
い
う
。
）
に
係
る
障
害
者
控
除

額
、
配
偶
者
控
除
額
又
は
配
偶
者
特
別
控
除
額
の
控
除

に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
法
第
四
十
五
条
の
二
第
一

項
及
び
第
三
百
十
七
条
の
二
第
一
項
の
申
告
書
を
提
出

す
る
者
は
、
当
該
国
外
居
住
者
に
係
る
所
得
税
法
施
行

規
則
第
四
十
七
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
に
規
定
す

る
書
類
を
当
該
申
告
書
に
添
付
し
、
又
は
市
町
村
長
に

提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
所
得
税
法
の

規
定
に
基
づ
い
て
所
得
税
の
確
定
申
告
書
に
添
付
し
、

若
し
く
は
税
務
署
長
に
提
示
し
、
若
し
く
は
同
法
第
百

九
十
四
条
第
五
項
、
第
百
九
十
五
条
第
五
項
、
第
百
九

十
五
条
の
二
第
二
項
若
し
く
は
第
二
百
三
条
の
六
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
、
若
し
く
は
提
示
し
、
又
は

次
条
第
三
項
、
第
二
条
の
三
の
三
第
十
項
若
し
く
は
第

十
三
項
若
し
く
は
第
二
条
の
三
の
六
第
九
項
若
し
く
は

第
十
二
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
た
当
該
国
外
居
住
者

に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

５
　
国
外
居
住
者
に
係
る
扶
養
控
除
額
の
控
除
に
関
す
る

事
項
を
記
載
し
た
法
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
及
び
第

三
百
十
七
条
の
二
第
一
項
の
申
告
書
を
提
出
す
る
者

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各

号
に
定
め
る
書
類
を
当
該
申
告
書
に
添
付
し
、
又
は
市

町
村
長
に
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
所

得
税
法
の
規
定
に
基
づ
い
て
所
得
税
の
確
定
申
告
書
に

添
付
し
、
若
し
く
は
税
務
署
長
に
提
示
し
、
若
し
く
は

同
法
第
百
九
十
四
条
第
五
項
、
第
百
九
十
五
条
第
五
項

若
し
く
は
第
二
百
三
条
の
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
提

出
し
、
若
し
く
は
提
示
し
、
又
は
次
条
第
四
項
、
第
二

条
の
三
の
三
第
十
一
項
若
し
く
は
第
十
三
項
若
し
く
は

第
二
条
の
三
の
六
第
十
項
若
し
く
は
第
十
二
項
の
規
定

に
よ
り
提
出
し
た
当
該
国
外
居
住
者
に
係
る
も
の
に
つ

い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
次
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合
　

当
該
国
外
居
住
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
所
得
税
法
施
行
規
則
第
四
十
七
条
の
二
第
七
項

に
規
定
す
る
書
類

ロ
　
所
得
税
法
施
行
規
則
第
四
十
七
条
の
二
第
八
項

に
規
定
す
る
書
類

二
　
当
該
国
外
居
住
者
が
法
第
三
十
四
条
第
一
項
第
十

一
号
ロ
（
１
）
及
び
第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
第

十
一
号
ロ
（
１
）
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
も
の
と

し
て
扶
養
控
除
額
の
控
除
に
関
す
る
事
項
を
記
載
す

る
場
合
　
当
該
国
外
居
住
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る

書
類

イ
　
前
号
イ
に
掲
げ
る
書
類

ロ
　
前
号
ロ
に
掲
げ
る
書
類

ハ
　
所
得
税
法
施
行
規
則
第
四
十
七
条
の
二
第
九
項

に
規
定
す
る
書
類

三
　
当
該
国
外
居
住
者
が
法
第
三
十
四
条
第
一
項
第
十

一
号
ロ
（
３
）
及
び
第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
第

十
一
号
ロ
（
３
）
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
も
の
と

し
て
扶
養
控
除
額
の
控
除
に
関
す
る
事
項
を
記
載
す

る
場
合
　
当
該
国
外
居
住
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る

書
類

イ
　
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
書
類

5



ロ
　
所
得
税
法
施
行
規
則
第
四
十
七
条
の
二
第
十
項

に
規
定
す
る
書
類

６
　
国
外
居
住
者
で
あ
る
扶
養
親
族
の
う
ち
法
第
三
十
四

条
第
八
項
及
び
第
三
百
十
四
条
の
二
第
八
項
の
規
定
に

よ
る
判
定
を
す
る
と
き
の
現
況
に
お
い
て
年
齢
十
六
歳

未
満
で
あ
る
者
（
以
下
「
控
除
対
象
外
国
外
扶
養
親

族
」
と
い
う
。
）
に
係
る
扶
養
親
族
に
関
す
る
事
項
又

は
国
外
居
住
者
で
あ
る
同
一
生
計
配
偶
者
（
控
除
対
象

配
偶
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て

「
控
除
対
象
外
国
外
同
一
生
計
配
偶
者
」
と
い
う
。
）
に

関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
法
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項

及
び
第
三
百
十
七
条
の
二
第
一
項
の
申
告
書
を
提
出
す

る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
申
告
者
」
と
い
う
。
）

が
法
第
二
十
四
条
の
五
第
三
項
及
び
第
二
百
九
十
五
条

第
三
項
、
法
附
則
第
三
条
の
三
第
一
項
及
び
第
四
項
又

は
同
条
第
二
項
及
び
第
五
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る

者
（
法
附
則
第
三
条
の
三
第
一
項
及
び
第
四
項
並
び
に

政
令
第
四
十
七
条
の
三
第
一
号
の
同
一
生
計
配
偶
者
及

び
扶
養
親
族
の
数
か
ら
当
該
控
除
対
象
外
国
外
扶
養
親

族
又
は
当
該
控
除
対
象
外
国
外
同
一
生
計
配
偶
者
の
数

を
除
い
た
場
合
に
お
い
て
も
法
第
二
十
四
条
の
五
第
三

項
及
び
第
二
百
九
十
五
条
第
三
項
又
は
法
附
則
第
三
条

の
三
第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
こ

と
と
な
る
者
を
除
く
。
以
下
「
非
課
税
限
度
額
制
度
適

用
者
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該

申
告
者
は
、
当
該
控
除
対
象
外
国
外
扶
養
親
族
に
係
る

国
外
扶
養
親
族
証
明
書
類
又
は
当
該
控
除
対
象
外
国
外

同
一
生
計
配
偶
者
に
係
る
国
外
配
偶
者
証
明
書
類
を
当

該
申
告
書
に
添
付
し
、
又
は
市
町
村
長
に
提
示
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
条
第
五
項
、
第
二
条
の

三
の
三
第
十
二
項
若
し
く
は
第
十
三
項
又
は
第
二
条
の

三
の
六
第
十
一
項
若
し
く
は
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
り

提
出
し
た
当
該
控
除
対
象
外
国
外
扶
養
親
族
に
係
る
国

外
扶
養
親
族
証
明
書
類
及
び
次
条
第
六
項
の
規
定
に
よ

り
提
出
し
た
当
該
控
除
対
象
外
国
外
同
一
生
計
配
偶
者

に
係
る
国
外
配
偶
者
証
明
書
類
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

７
　
前
項
の
国
外
扶
養
親
族
証
明
書
類
と
は
、
次
に
掲
げ

る
書
類
（
当
該
書
類
が
外
国
語
で
作
成
さ
れ
て
い
る
場

合
に
は
、
そ
の
翻
訳
文
を
含
む
。
）
を
い
う
。

一
　
控
除
対
象
外
国
外
扶
養
親
族
に
係
る
次
に
掲
げ
る

い
ず
れ
か
の
書
類
で
あ
つ
て
、
当
該
控
除
対
象
外
国

外
扶
養
親
族
が
申
告
者
の
親
族
で
あ
る
旨
を
証
す
る

も
の

イ
　
戸
籍
の
附
票
の
写
し
そ
の
他
の
国
又
は
地
方
公

共
団
体
が
発
行
し
た
書
類
及
び
旅
券
（
出
入
国
管

理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三

百
十
九
号
）
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
旅
券
を

い
う
。
）
の
写
し

ロ
　
外
国
政
府
又
は
外
国
の
地
方
公
共
団
体
が
発
行

し
た
書
類
（
当
該
控
除
対
象
外
国
外
扶
養
親
族
の

氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所
又
は
居
所
の
記
載
が

あ
る
も
の
に
限
る
。
）

二
　
そ
の
年
に
お
い
て
申
告
者
か
ら
控
除
対
象
外
国
外

扶
養
親
族
の
生
活
費
又
は
教
育
費
に
充
て
る
た
め
の

支
払
が
、
必
要
の
都
度
、
行
わ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か

に
す
る
書
類
で
次
に
掲
げ
る
も
の

イ
　
内
国
税
の
適
正
な
課
税
の
確
保
を
図
る
た
め
の

国
外
送
金
等
に
係
る
調
書
の
提
出
等
に
関
す
る
法

律
（
平
成
九
年
法
律
第
百
十
号
）
第
二
条
第
三
号

に
規
定
す
る
金
融
機
関
の
書
類
又
は
そ
の
写
し

で
、
当
該
金
融
機
関
が
行
う
為
替
取
引
に
よ
つ
て

当
該
申
告
者
か
ら
当
該
控
除
対
象
外
国
外
扶
養
親

族
に
支
払
を
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
も
の

ロ
　
所
得
税
法
施
行
規
則
第
四
十
七
条
の
二
第
六
項

第
二
号
に
規
定
す
る
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
等
購
入

あ
つ
せ
ん
業
者
の
書
類
又
は
そ
の
写
し
で
、
同
号

に
規
定
す
る
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
等
を
当
該
控
除

対
象
外
国
外
扶
養
親
族
が
提
示
し
又
は
通
知
し

て
、
特
定
の
販
売
業
者
か
ら
商
品
若
し
く
は
権
利

を
購
入
し
、
又
は
特
定
の
同
号
に
規
定
す
る
役
務

提
供
事
業
者
か
ら
有
償
で
役
務
の
提
供
を
受
け
た

こ
と
に
よ
り
支
払
う
こ
と
と
な
る
当
該
商
品
若
し

く
は
権
利
の
代
金
又
は
当
該
役
務
の
対
価
に
相
当

す
る
額
の
金
銭
を
当
該
申
告
者
か
ら
受
領
し
、
又

は
受
領
す
る
こ
と
と
な
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る

も
の

ハ
　
所
得
税
法
施
行
規
則
第
四
十
七
条
の
二
第
六
項

第
三
号
に
規
定
す
る
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者

（
以
下
こ
の
ハ
及
び
次
項
第
二
号
ハ
に
お
い
て

「
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
」
と
い
う
。
）
の
書

類
又
は
そ
の
写
し
で
、
当
該
電
子
決
済
手
段
等
取

引
業
者
が
当
該
申
告
者
の
依
頼
に
基
づ
い
て
行
う

同
条
第
六
項
第
三
号
に
規
定
す
る
電
子
決
済
手
段

（
以
下
こ
の
ハ
及
び
次
項
第
二
号
ハ
に
お
い
て

「
電
子
決
済
手
段
」
と
い
う
。
）
の
移
転
に
よ
り
当

該
申
告
者
か
ら
当
該
控
除
対
象
外
国
外
扶
養
親
族

に
支
払
を
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
（
同

条
第
六
項
第
三
号
に
規
定
す
る
み
な
し
電
子
決
済

手
段
等
取
引
業
者
（
以
下
こ
の
ハ
及
び
次
項
第
二

号
ハ
に
お
い
て
「
み
な
し
電
子
決
済
手
段
等
取
引

業
者
」
と
い
う
）
の
書
類
又
は
そ
の
写
し
に
あ
つ

て
は
、
当
該
み
な
し
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者

が
発
行
す
る
電
子
決
済
手
段
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）

８
　
第
六
項
の
国
外
配
偶
者
証
明
書
類
と
は
、
次
に
掲
げ

る
書
類
（
当
該
書
類
が
外
国
語
で
作
成
さ
れ
て
い
る
場

合
に
は
、
そ
の
翻
訳
文
を
含
む
。
）
を
い
う
。

一
　
控
除
対
象
外
国
外
同
一
生
計
配
偶
者
に
係
る
次
に

掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
書
類
で
あ
つ
て
、
当
該
控
除
対

象
外
国
外
同
一
生
計
配
偶
者
が
申
告
者
の
親
族
で
あ

る
旨
を
証
す
る
も
の

イ
　
戸
籍
の
附
票
の
写
し
そ
の
他
の
国
又
は
地
方
公

共
団
体
が
発
行
し
た
書
類
及
び
旅
券
（
出
入
国
管

理
及
び
難
民
認
定
法
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る

旅
券
を
い
う
。
）
の
写
し

ロ
　
外
国
政
府
又
は
外
国
の
地
方
公
共
団
体
が
発
行

し
た
書
類
（
当
該
控
除
対
象
外
国
外
同
一
生
計
配

偶
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所
又
は
居
所
の

記
載
が
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

二
　
そ
の
年
に
お
い
て
申
告
者
か
ら
控
除
対
象
外
国
外

同
一
生
計
配
偶
者
の
生
活
費
又
は
教
育
費
に
充
て
る

た
め
の
支
払
が
、
必
要
の
都
度
、
行
わ
れ
た
こ
と
を

明
ら
か
に
す
る
書
類
で
次
に
掲
げ
る
も
の

イ
　
内
国
税
の
適
正
な
課
税
の
確
保
を
図
る
た
め
の

国
外
送
金
等
に
係
る
調
書
の
提
出
等
に
関
す
る
法

律
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
金
融
機
関
の
書
類

又
は
そ
の
写
し
で
、
当
該
金
融
機
関
が
行
う
為
替

取
引
に
よ
つ
て
当
該
申
告
者
か
ら
当
該
控
除
対
象

外
国
外
同
一
生
計
配
偶
者
に
支
払
を
し
た
こ
と
を

明
ら
か
に
す
る
も
の

ロ
　
所
得
税
法
施
行
規
則
第
四
十
七
条
の
二
第
六
項

第
二
号
に
規
定
す
る
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
等
購
入

あ
つ
せ
ん
業
者
の
書
類
又
は
そ
の
写
し
で
、
同
号

に
規
定
す
る
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
等
を
当
該
控
除

対
象
外
国
外
同
一
生
計
配
偶
者
が
提
示
し
又
は
通

知
し
て
、
特
定
の
販
売
業
者
か
ら
商
品
若
し
く
は

権
利
を
購
入
し
、
又
は
特
定
の
同
号
に
規
定
す
る

役
務
提
供
事
業
者
か
ら
有
償
で
役
務
の
提
供
を
受

け
た
こ
と
に
よ
り
支
払
う
こ
と
と
な
る
当
該
商
品

若
し
く
は
権
利
の
代
金
又
は
当
該
役
務
の
対
価
に

相
当
す
る
額
の
金
銭
を
当
該
申
告
者
か
ら
受
領

し
、
又
は
受
領
す
る
こ
と
と
な
る
こ
と
を
明
ら
か

に
す
る
も
の

ハ
　
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
の
書
類
又
は
そ
の

写
し
で
、
当
該
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
が
当

該
申
告
者
の
依
頼
に
基
づ
い
て
行
う
電
子
決
済
手

段
の
移
転
に
よ
り
当
該
申
告
者
か
ら
当
該
控
除
対

象
外
国
外
同
一
生
計
配
偶
者
に
支
払
を
し
た
こ
と

を
明
ら
か
に
す
る
も
の
（
み
な
し
電
子
決
済
手
段

等
取
引
業
者
の
書
類
又
は
そ
の
写
し
に
あ
つ
て

は
、
当
該
み
な
し
電
子
決
済
手
段
等
取
引
業
者
が

発
行
す
る
電
子
決
済
手
段
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

９
　
法
第
四
十
五
条
の
二
第
五
項
及
び
第
三
百
十
七
条
の

二
第
五
項
の
申
告
書
を
提
出
す
る
者
は
、
前
条
第
三
項

の
表
の
（
三
の
二
）
の
上
欄
に
掲
げ
る
申
告
書
に
、
法

第
三
十
七
条
の
二
第
一
項
第
四
号
又
は
第
三
百
十
四
条

の
七
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
寄
附
金
を
受
領
し
た
法

第
三
十
七
条
の
二
第
十
二
項
又
は
第
三
百
十
四
条
の
七

第
十
二
項
に
規
定
す
る
控
除
対
象
特
定
非
営
利
活
動
法

人
の
受
領
し
た
旨
（
当
該
寄
附
金
が
当
該
控
除
対
象
特

定
非
営
利
活
動
法
人
の
行
う
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す

る
特
定
非
営
利
活
動
に
係
る
事
業
に
関
連
す
る
寄
附
金

で
あ
る
旨
を
含
む
。
）
、
当
該
寄
附
金
の
額
及
び
そ
の
受

領
し
た
年
月
日
を
証
す
る
書
類
又
は
電
磁
的
記
録
印
刷

書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
確
定
申
告
書
の
付
記
事
項
等
）

第
二
条
の
三
　
法
第
四
十
五
条
の
三
第
二
項
及
び
第
三
百

十
七
条
の
三
第
二
項
の
確
定
申
告
書
に
記
載
さ
れ
た
事

項
で
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
項
第
三
号
に
掲

げ
る
事
項
の
記
載
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
記
載

さ
れ
た
者
に
係
る
配
偶
者
控
除
又
は
扶
養
控
除
に
関
す

る
事
項
と
す
る
。

２
　
法
第
四
十
五
条
の
三
第
三
項
及
び
第
三
百
十
七
条
の

三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
確
定
申
告
書
に
付
記
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
一
月
一
日
現
在

の
住
所

二
　
給
与
所
得
以
外
（
法
第
三
百
二
十
一
条
の
三
第
四

項
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
給
与
所
得
及
び

公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
以
外
）
の
所
得
に
係
る
道

府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
の
徴
収
の
方
法

三
　
前
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
控
除
対
象
配
偶
者
又
は

扶
養
親
族
と
し
た
者
を
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民

税
に
つ
き
青
色
事
業
専
従
者
と
す
る
場
合
に
お
い
て

は
、
そ
の
者
の
氏
名
、
個
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お

け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用

等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七

号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
を
い

う
。
以
下
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て

同
じ
。
）
及
び
青
色
専
従
者
給
与
額

四
　
前
年
中
に
所
得
税
法
第
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規

定
す
る
非
居
住
者
で
あ
つ
た
期
間
を
有
す
る
場
合
に

お
い
て
は
、
同
法
第
百
六
十
四
条
第
二
項
各
号
に
掲

げ
る
国
内
源
泉
所
得
の
金
額

五
　
前
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
控
除
対
象
配
偶
者
、
控

除
対
象
扶
養
親
族
、
青
色
事
業
専
従
者
又
は
事
業
専

従
者
と
し
た
者
の
う
ち
、
別
居
し
て
い
る
者
の
氏

6



名
、
住
所
及
び
個
人
番
号
（
個
人
番
号
を
有
し
な
い

者
に
あ
つ
て
は
、
氏
名
及
び
住
所
）

六
　
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十

六
号
）
第
八
条
の
五
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
配
当

等
（
同
法
第
九
条
の
三
第
一
項
第
一
号
の
配
当
等
に

該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
前
年
分
の
所
得

税
に
つ
き
同
法
第
八
条
の
五
第
一
項
の
規
定
の
適
用

を
受
け
る
も
の
を
有
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該

適
用
を
受
け
る
配
当
等
に
係
る
配
当
所
得
の
金
額

七
　
法
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
第
六
号
及
び
第
三
百

十
七
条
の
二
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
寄
附
金
税
額

控
除
額
の
控
除
に
関
す
る
事
項

七
の
二
　
道
府
県
民
税
又
は
市
町
村
民
税
の
納
税
義
務

者
（
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
千
万
円
以
下
で
あ
る

も
の
に
限
る
。
）
の
法
第
三
十
四
条
第
一
項
第
十
号

の
二
及
び
第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
第
十
号
の
二

に
規
定
す
る
自
己
と
生
計
を
一
に
す
る
配
偶
者
（
退

職
手
当
等
（
法
第
五
十
条
の
二
及
び
第
三
百
二
十
八

条
に
規
定
す
る
退
職
手
当
等
に
限
る
。
次
号
、
次

条
、
第
二
条
の
三
の
三
、
第
二
条
の
三
の
五
及
び
第

二
条
の
三
の
六
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
所
得
を

有
す
る
者
で
あ
つ
て
、
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
百

三
十
三
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
（
イ
に
お

い
て
「
申
告
対
象
配
偶
者
」
と
い
う
。
）
の
次
に
掲

げ
る
事
項

イ
　
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
個
人
番
号
並
び
に
そ
の

者
の
前
年
の
合
計
所
得
金
額
（
個
人
番
号
を
有
し

な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
氏
名
及
び
生
年
月
日
並
び

に
そ
の
者
の
前
年
の
合
計
所
得
金
額
）
並
び
に
申

告
者
と
別
居
し
て
い
る
申
告
対
象
配
偶
者
に
つ
い

て
は
、
当
該
申
告
対
象
配
偶
者
の
住
所
並
び
に
国

外
居
住
者
で
あ
る
申
告
対
象
配
偶
者
に
つ
い
て

は
、
そ
の
旨

ロ
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

七
の
三
　
扶
養
親
族
（
退
職
手
当
等
に
係
る
所
得
を
有

す
る
も
の
に
限
る
。
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
次
に

掲
げ
る
事
項

イ
　
氏
名
、
申
告
者
と
の
続
柄
、
生
年
月
日
及
び
個

人
番
号
（
個
人
番
号
を
有
し
な
い
者
に
あ
つ
て

は
、
氏
名
、
申
告
者
と
の
続
柄
及
び
生
年
月
日
）

並
び
に
申
告
者
と
別
居
し
て
い
る
扶
養
親
族
に
つ

い
て
は
、
当
該
扶
養
親
族
の
住
所
並
び
に
国
外
居

住
者
で
あ
る
扶
養
親
族
に
つ
い
て
は
、
そ
の
旨

ロ
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

八
　
扶
養
親
族
（
年
齢
十
六
歳
未
満
の
者
に
限
り
、
前

号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
氏
名
、
申
告
者
と
の
続
柄
、
生
年
月
日

及
び
個
人
番
号
（
個
人
番
号
を
有
し
な
い
者
に
あ
つ

て
は
、
氏
名
、
申
告
者
と
の
続
柄
及
び
生
年
月
日
）

並
び
に
申
告
者
と
別
居
し
て
い
る
扶
養
親
族
に
つ
い

て
は
、
当
該
扶
養
親
族
の
住
所
並
び
に
控
除
対
象
外

国
外
扶
養
親
族
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨

九
　
同
一
生
計
配
偶
者
（
控
除
対
象
配
偶
者
を
除
く
。

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
氏
名
、
生
年
月

日
及
び
個
人
番
号
（
個
人
番
号
を
有
し
な
い
者
に
あ

つ
て
は
、
氏
名
及
び
生
年
月
日
）
並
び
に
申
告
者
と

別
居
し
て
い
る
同
一
生
計
配
偶
者
に
つ
い
て
は
、
当

該
同
一
生
計
配
偶
者
の
住
所
並
び
に
控
除
対
象
外
国

外
同
一
生
計
配
偶
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
並

び
に
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

３
　
国
外
居
住
者
に
係
る
前
項
第
七
号
の
二
又
は
第
七
号

の
三
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
法
第
四
十
五
条
の
三

第
三
項
及
び
第
三
百
十
七
条
の
三
第
三
項
の
確
定
申
告

書
を
提
出
す
る
者
が
当
該
国
外
居
住
者
に
係
る
障
害
者

控
除
額
、
配
偶
者
控
除
額
又
は
配
偶
者
特
別
控
除
額
の

控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
当
該
確
定
申
告

書
を
提
出
す
る
者
は
、
当
該
国
外
居
住
者
に
係
る
所
得

税
法
施
行
規
則
第
四
十
七
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項

に
規
定
す
る
書
類
を
三
月
十
五
日
ま
で
に
市
町
村
長
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
所
得
税
法
の

規
定
に
基
づ
い
て
所
得
税
の
確
定
申
告
書
に
添
付
し
、

若
し
く
は
税
務
署
長
に
提
示
し
、
若
し
く
は
同
法
第
百

九
十
四
条
第
五
項
、
第
百
九
十
五
条
第
五
項
、
第
百
九

十
五
条
の
二
第
二
項
若
し
く
は
第
二
百
三
条
の
六
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
、
若
し
く
は
提
示
し
、
又
は

前
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
申
告
書

に
添
付
し
、
若
し
く
は
市
町
村
長
に
提
示
し
、
若
し
く

は
第
二
条
の
三
の
三
第
十
項
若
し
く
は
第
十
三
項
若
し

く
は
第
二
条
の
三
の
六
第
九
項
若
し
く
は
第
十
二
項
の

規
定
に
よ
り
提
出
し
た
当
該
国
外
居
住
者
に
係
る
も
の

に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

４
　
国
外
居
住
者
に
係
る
第
二
項
第
七
号
の
三
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
た
法
第
四
十
五
条
の
三
第
三
項
及
び
第

三
百
十
七
条
の
三
第
三
項
の
確
定
申
告
書
を
提
出
す
る

者
が
当
該
国
外
居
住
者
に
係
る
扶
養
控
除
額
の
控
除
を

受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
当
該
確
定
申
告
書
を
提

出
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応

じ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
三
月
十
五
日
ま
で
に
市

町
村
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
所

得
税
法
の
規
定
に
基
づ
い
て
所
得
税
の
確
定
申
告
書
に

添
付
し
、
若
し
く
は
税
務
署
長
に
提
示
し
、
若
し
く
は

同
法
第
百
九
十
四
条
第
五
項
、
第
百
九
十
五
条
第
五
項

若
し
く
は
第
二
百
三
条
の
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
提

出
し
、
若
し
く
は
提
示
し
、
又
は
前
条
第
五
項
の
規
定

に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
申
告
書
に
添
付
し
、
若
し
く

は
市
町
村
長
に
提
示
し
、
若
し
く
は
第
二
条
の
三
の
三

第
十
一
項
若
し
く
は
第
十
三
項
若
し
く
は
第
二
条
の
三

の
六
第
十
項
若
し
く
は
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
り
提
出

し
た
当
該
国
外
居
住
者
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

一
　
次
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合
　

当
該
国
外
居
住
者
に
係
る
前
条
第
五
項
第
一
号
に
定

め
る
書
類

二
　
当
該
国
外
居
住
者
が
法
第
三
十
四
条
第
一
項
第
十

一
号
ロ
（
１
）
及
び
第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
第

十
一
号
ロ
（
１
）
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
も
の
と

し
て
扶
養
控
除
額
の
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
場

合
　
当
該
国
外
居
住
者
に
係
る
前
条
第
五
項
第
二
号

に
定
め
る
書
類

三
　
当
該
国
外
居
住
者
が
法
第
三
十
四
条
第
一
項
第
十

一
号
ロ
（
３
）
及
び
第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
第

十
一
号
ロ
（
３
）
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
も
の
と

し
て
扶
養
控
除
額
の
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
場

合
　
当
該
国
外
居
住
者
に
係
る
前
条
第
五
項
第
三
号

に
定
め
る
書
類

５
　
控
除
対
象
外
国
外
扶
養
親
族
に
係
る
第
二
項
第
七
号

の
三
又
は
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
法
第
四

十
五
条
の
三
第
三
項
及
び
第
三
百
十
七
条
の
三
第
三
項

の
確
定
申
告
書
を
提
出
す
る
者
が
非
課
税
限
度
額
制
度

適
用
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
確
定
申
告
書
を
提
出

す
る
者
は
、
当
該
控
除
対
象
外
国
外
扶
養
親
族
に
係
る

国
外
扶
養
親
族
証
明
書
類
（
前
条
第
七
項
に
規
定
す
る

国
外
扶
養
親
族
証
明
書
類
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を

三
月
十
五
日
ま
で
に
市
町
村
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
前
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
同
項

に
規
定
す
る
申
告
書
に
添
付
し
、
若
し
く
は
市
町
村
長

に
提
示
し
、
又
は
第
二
条
の
三
の
三
第
十
二
項
若
し
く

は
第
十
三
項
若
し
く
は
第
二
条
の
三
の
六
第
十
一
項
若

し
く
は
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
た
当
該
控
除

対
象
外
国
外
扶
養
親
族
に
係
る
国
外
扶
養
親
族
証
明
書

類
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

６
　
控
除
対
象
外
国
外
同
一
生
計
配
偶
者
に
係
る
第
二
項

第
九
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
法
第
四
十
五
条
の

三
第
三
項
及
び
第
三
百
十
七
条
の
三
第
三
項
の
確
定
申

告
書
を
提
出
す
る
者
が
非
課
税
限
度
額
制
度
適
用
者
で

あ
る
場
合
に
は
、
当
該
確
定
申
告
書
を
提
出
す
る
者

は
、
当
該
控
除
対
象
外
国
外
同
一
生
計
配
偶
者
に
係
る

国
外
配
偶
者
証
明
書
類
（
前
条
第
八
項
に
規
定
す
る
国

外
配
偶
者
証
明
書
類
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
三
月

十
五
日
ま
で
に
市
町
村
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
前
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規

定
す
る
申
告
書
に
添
付
し
、
又
は
市
町
村
長
に
提
示
し

た
当
該
控
除
対
象
外
国
外
同
一
生
計
配
偶
者
に
係
る
国

外
配
偶
者
証
明
書
類
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

（
給
与
所
得
者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書
の
提
出
方
法
）

第
二
条
の
三
の
二
　
所
得
税
法
第
百
九
十
四
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
申
告
書
を
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
者
（
次
項
に
お
い
て
「
給
与
所
得
者
」

と
い
う
。
）
が
法
第
四
十
五
条
の
三
の
二
第
一
項
及
び

第
三
百
十
七
条
の
三
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ

ら
の
規
定
に
規
定
す
る
申
告
書
（
以
下
こ
の
条
、
次
条

及
び
第
二
条
の
三
の
四
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
「
給

与
所
得
者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書
」
と
い
う
。
）
を
提

出
す
る
場
合
に
は
、
所
得
税
法
第
百
九
十
四
条
第
一
項

の
申
告
書
と
併
せ
て
法
第
四
十
五
条
の
三
の
二
第
一
項

及
び
第
三
百
十
七
条
の
三
の
二
第
一
項
の
給
与
支
払
者

（
次
項
及
び
次
条
に
お
い
て
「
給
与
支
払
者
」
と
い
う

。
）
を
経
由
し
て
、
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
給
与
支
払
者
が
給
与
所
得
者
か
ら
給
与
所
得
者
の
扶

養
親
族
等
申
告
書
又
は
次
条
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
り

提
出
さ
れ
る
書
類
を
受
理
し
た
場
合
に
は
、
当
該
給
与

所
得
者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書
（
法
第
四
十
五
条
の
三

の
二
第
五
項
及
び
第
三
百
十
七
条
の
三
の
二
第
五
項
の

規
定
の
適
用
に
よ
り
当
該
給
与
支
払
者
が
提
供
を
受
け

た
当
該
給
与
所
得
者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書
に
記
載
す

べ
き
事
項
を
含
む
。
）
又
は
こ
れ
ら
の
書
類
を
、
法
第

四
十
五
条
の
三
の
二
第
一
項
及
び
第
三
百
十
七
条
の
三

の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
市
町
村
長
が
当
該
給
与
支
払

者
に
対
し
そ
の
提
出
を
求
め
る
ま
で
の
間
、
当
該
給
与

支
払
者
が
保
存
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
給

与
所
得
者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書
に
係
る
こ
れ
ら
の
規

定
に
規
定
す
る
提
出
期
限
の
属
す
る
年
の
翌
年
一
月
十

日
の
翌
日
か
ら
七
年
を
経
過
す
る
日
後
に
お
い
て
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

３
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
法
第
四
十
五
条
の
三
の
二
第
一

項
及
び
第
三
百
十
七
条
の
三
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
給
与
所
得
者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書
に
記
載
す
る
こ

と
と
さ
れ
て
い
る
氏
名
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
氏
名

に
限
る
も
の
と
す
る
。

一
　
法
第
四
十
五
条
の
三
の
二
第
一
項
第
二
号
及
び
第

三
百
十
七
条
の
三
の
二
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る

自
己
と
生
計
を
一
に
す
る
配
偶
者
（
以
下
こ
の
号
、

次
条
及
び
第
二
条
の
三
の
六
に
お
い
て
「
申
告
対
象

配
偶
者
」
と
い
う
。
）
の
氏
名
　
退
職
手
当
等
に
係

る
所
得
を
有
す
る
申
告
対
象
配
偶
者
の
氏
名

7



二
　
扶
養
親
族
の
氏
名
　
年
齢
十
六
歳
未
満
の
者
又
は

退
職
手
当
等
に
係
る
所
得
を
有
す
る
者
で
あ
る
扶
養

親
族
の
氏
名

４
　
前
三
項
の
規
定
は
、
法
第
四
十
五
条
の
三
の
二
第
三

項
及
び
第
三
百
十
七
条
の
三
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ

る
申
告
書
（
次
条
及
び
第
二
条
の
三
の
四
第
一
項
第
二

号
に
お
い
て
「
給
与
所
得
者
の
扶
養
親
族
等
異
動
申
告

書
」
と
い
う
。
）
の
提
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
第
百
九
十
四
条
第
一

項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
九
十
四
条
第
三
項
」
と
、

「
第
四
十
五
条
の
三
の
二
第
一
項
及
び
第
三
百
十
七
条

の
三
の
二
第
一
項
の
規
定
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
五

条
の
三
の
二
第
三
項
及
び
第
三
百
十
七
条
の
三
の
二
第

三
項
の
規
定
」
と
、
前
項
中
「
第
四
十
五
条
の
三
の
二

第
一
項
及
び
第
三
百
十
七
条
の
三
の
二
第
一
項
の
規

定
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
五
条
の
三
の
二
第
三
項
及

び
第
三
百
十
七
条
の
三
の
二
第
三
項
の
規
定
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
給
与
所
得
者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書
等
の
記
載
事
項
）

第
二
条
の
三
の
三
　
法
第
四
十
五
条
の
三
の
二
第
一
項
第

四
号
及
び
第
三
百
十
七
条
の
三
の
二
第
一
項
第
四
号
に

規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る

事
項
と
す
る
。

一
　
給
与
所
得
者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書
を
提
出
す
る

者
（
第
三
号
に
お
い
て
「
申
告
者
」
と
い
う
。
）
の

氏
名
、
住
所
及
び
個
人
番
号
（
個
人
番
号
を
有
し
な

い
者
に
あ
つ
て
は
、
氏
名
及
び
住
所
）

二
　
申
告
対
象
配
偶
者
（
退
職
手
当
等
に
係
る
所
得
を

有
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
、
第
三
項
及
び

第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
住
所
及
び
個
人
番
号

並
び
に
そ
の
合
計
所
得
金
額
の
見
積
額
（
個
人
番
号

を
有
し
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
住
所
及
び
そ
の
合
計

所
得
金
額
の
見
積
額
）
並
び
に
国
外
居
住
者
で
あ
る

申
告
対
象
配
偶
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨

三
　
扶
養
親
族
（
年
齢
十
六
歳
未
満
の
者
又
は
退
職
手

当
等
に
係
る
所
得
を
有
す
る
者
に
限
る
。
以
下
こ
の

号
、
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
住

所
、
申
告
者
と
の
続
柄
及
び
個
人
番
号
並
び
に
そ
の

合
計
所
得
金
額
の
見
積
額
（
個
人
番
号
を
有
し
な
い

者
に
あ
つ
て
は
、
住
所
及
び
申
告
者
と
の
続
柄
並
び

に
そ
の
合
計
所
得
金
額
の
見
積
額
）
並
び
に
国
外
居

住
者
で
あ
る
扶
養
親
族
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨

四
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

２
　
法
第
四
十
五
条
の
三
の
二
第
三
項
及
び
第
三
百
十
七

条
の
三
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る

事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
給
与
所
得
者
の
扶
養
親
族
等
異
動
申
告
書
を
提
出

す
る
者
の
氏
名
、
住
所
及
び
個
人
番
号
（
個
人
番
号

を
有
し
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
氏
名
及
び
住
所
）

二
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

３
　
給
与
所
得
者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書
又
は
給
与
所
得

者
の
扶
養
親
族
等
異
動
申
告
書
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
給
与
所
得
者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書
等
」
と
い

う
。
）
の
提
出
を
受
け
る
給
与
支
払
者
が
、
当
該
給
与

所
得
者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書
等
に
記
載
さ
れ
る
べ
き

申
告
対
象
配
偶
者
、
扶
養
親
族
又
は
当
該
給
与
所
得
者

の
扶
養
親
族
等
申
告
書
等
を
提
出
す
る
者
（
以
下
こ
の

項
及
び
次
項
第
一
号
に
お
い
て
「
提
出
す
る
者
」
と
い

う
。
）
の
氏
名
及
び
個
人
番
号
そ
の
他
の
事
項
を
記
載

し
た
帳
簿
（
当
該
給
与
所
得
者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書

等
の
提
出
の
前
に
、
当
該
提
出
す
る
者
か
ら
次
に
掲
げ

る
申
告
書
の
提
出
を
受
け
て
作
成
さ
れ
た
も
の
に
限

る
。
）
を
備
え
て
い
る
と
き
は
、
当
該
提
出
す
る
者
は
、

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
給
与
支
払
者
に

提
出
す
る
給
与
所
得
者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書
等
に

は
、
当
該
帳
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
個
人
番
号
の
記
載

を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
給
与
所
得

者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書
等
に
記
載
す
べ
き
氏
名
又
は

個
人
番
号
が
当
該
帳
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
申
告
対
象

配
偶
者
、
扶
養
親
族
又
は
提
出
す
る
者
の
氏
名
又
は
個

人
番
号
と
異
な
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
給
与
所
得
者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書
等

二
　
第
二
条
の
三
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金

等
受
給
者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書

三
　
法
第
五
十
条
の
七
第
一
項
及
び
第
三
百
二
十
八
条

の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
（
第
二
条
の
四

か
ら
第
二
条
の
五
の
二
ま
で
に
お
い
て
「
退
職
所
得

申
告
書
」
と
い
う
。
）

４
　
給
与
支
払
者
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
帳
簿
を
作
成
す

る
場
合
に
は
、
そ
の
者
は
、
当
該
帳
簿
に
次
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
申
告
書
に
記
載
さ
れ
た
同
項

に
規
定
す
る
申
告
対
象
配
偶
者
、
扶
養
親
族
又
は
提

出
す
る
者
の
氏
名
、
住
所
及
び
個
人
番
号

二
　
前
号
の
申
告
書
の
提
出
を
受
け
た
年
月
及
び
当
該

申
告
書
の
名
称

三
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

５
　
給
与
支
払
者
は
、
前
項
の
帳
簿
を
、

後
に
第
三
項

の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
提
出
さ
れ
た
給
与
所
得
者
の

扶
養
親
族
等
申
告
書
等
に
係
る
前
条
第
二
項
た
だ
し
書

の
規
定
に
よ
る
期
限
ま
で
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

６
　
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
給
与
所
得
者
の
扶

養
親
族
等
申
告
書
等
を
提
出
し
た
者
が
当
該
給
与
所
得

者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書
等
に
記
載
す
べ
き
氏
名
、
住

所
又
は
個
人
番
号
を
変
更
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
者

は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
給
与
所
得
者
の
扶
養
親
族
等
申

告
書
等
を
受
理
し
た
給
与
支
払
者
に
、
変
更
前
の
氏

名
、
住
所
又
は
個
人
番
号
及
び
変
更
後
の
氏
名
、
住
所

又
は
個
人
番
号
を
記
載
し
た
届
出
書
を
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
当
該
届
出
書
を
提
出
し
た
後
、
再
び
当

該
届
出
書
に
記
載
し
た
氏
名
、
住
所
又
は
個
人
番
号
を

変
更
し
た
場
合
も
、
同
様
と
す
る
。

７
　
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
帳
簿
を
作
成
し
た
給

与
支
払
者
は
、
前
項
の
届
出
書
を
受
理
し
た
場
合
に

は
、
当
該
帳
簿
の
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
、
当

該
届
出
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
に
訂
正
し
て
お
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８
　
給
与
支
払
者
は
、
そ
の
受
理
を
し
た
第
六
項
に
規
定

す
る
届
出
書
を
、
当
該
受
理
を
し
た
日
の
属
す
る
年
の

翌
年
か
ら
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９
　
給
与
所
得
者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書
及
び
給
与
所
得

者
の
扶
養
親
族
等
異
動
申
告
書
を
受
理
し
た
給
与
支
払

者
は
、
当
該
申
告
書
に
、
当
該
給
与
支
払
者
の
個
人
番

号
又
は
法
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人

を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第

二
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
法
人
番
号
を
い
う
。
以
下

道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
同
じ
。
）
を

付
記
す
る
も
の
と
す
る
。

10
　
国
外
居
住
者
に
係
る
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
給
与
所
得
者
の
扶
養
親
族
等

申
告
書
等
を
提
出
し
た
者
（
法
第
四
十
五
条
の
三
の
二

第
二
項
及
び
第
三
百
十
七
条
の
三
の
二
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
当
該
記
載
に
代
え
て
異
動
が
な
い
旨
の
記
載
を

し
た
者
を
含
む
。
）
が
当
該
申
告
書
に
係
る
法
第
四
十

五
条
の
三
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
三
百
十

七
条
の
三
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
提
出

期
限
の
属
す
る
年
の
翌
年
の
四
月
一
日
の
属
す
る
年
度

分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
き
当

該
国
外
居
住
者
に
係
る
障
害
者
控
除
額
、
配
偶
者
控
除

額
又
は
配
偶
者
特
別
控
除
額
の
控
除
を
受
け
よ
う
と
す

る
場
合
に
は
、
当
該
提
出
し
た
者
は
、
当
該
国
外
居
住

者
に
係
る
所
得
税
法
施
行
規
則
第
四
十
七
条
の
二
第
五

項
及
び
第
六
項
に
規
定
す
る
書
類
を
同
年
の
三
月
十
五

日
ま
で
に
市
町
村
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
所
得
税
法
の
規
定
に
基
づ
い
て
所
得
税
の
確

定
申
告
書
に
添
付
し
、
若
し
く
は
税
務
署
長
に
提
示

し
、
若
し
く
は
同
法
第
百
九
十
四
条
第
五
項
、
第
百
九

十
五
条
第
五
項
若
し
く
は
第
百
九
十
五
条
の
二
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
提
出
し
、
若
し
く
は
提
示
し
、
又
は
第

二
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
申

告
書
に
添
付
し
、
若
し
く
は
市
町
村
長
に
提
示
し
、
若

し
く
は
第
二
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
長

に
提
出
し
た
当
該
国
外
居
住
者
に
係
る
も
の
に
つ
い
て

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

11
　
国
外
居
住
者
に
係
る
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
給
与
所
得
者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書
等
を

提
出
し
た
者
（
法
第
四
十
五
条
の
三
の
二
第
二
項
及
び

第
三
百
十
七
条
の
三
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該

記
載
に
代
え
て
異
動
が
な
い
旨
の
記
載
を
し
た
者
を
含

む
。
）
が
当
該
申
告
書
に
係
る
法
第
四
十
五
条
の
三
の

二
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
三
百
十
七
条
の
三
の

二
第
一
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
提
出
期
限
の
属
す

る
年
の
翌
年
の
四
月
一
日
の
属
す
る
年
度
分
の
個
人
の

道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
き
当
該
国
外
居
住

者
に
係
る
扶
養
控
除
額
の
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
場

合
に
は
、
当
該
提
出
し
た
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
同
年

の
三
月
十
五
日
ま
で
に
市
町
村
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
所
得
税
法
の
規
定
に
基
づ
い
て

所
得
税
の
確
定
申
告
書
に
添
付
し
、
若
し
く
は
税
務
署

長
に
提
示
し
、
若
し
く
は
同
法
第
百
九
十
四
条
第
五
項

若
し
く
は
第
百
九
十
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
提
出

し
、
若
し
く
は
提
示
し
、
又
は
第
二
条
の
二
第
五
項
の

規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
申
告
書
に
添
付
し
、
若

し
く
は
市
町
村
長
に
提
示
し
、
若
し
く
は
第
二
条
の
三

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
長
に
提
出
し
た
当
該
国

外
居
住
者
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

一
　
次
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合
　

当
該
国
外
居
住
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
所
得
税
法
施
行
規
則
第
四
十
七
条
の
二
第
七
項

に
規
定
す
る
書
類

ロ
　
所
得
税
法
施
行
規
則
第
四
十
七
条
の
二
第
八
項

に
規
定
す
る
書
類

二
　
当
該
国
外
居
住
者
が
法
第
三
十
四
条
第
一
項
第
十

一
号
ロ
（
１
）
及
び
第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
第

十
一
号
ロ
（
１
）
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
も
の
と

し
て
扶
養
控
除
額
の
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
場

合
　
当
該
国
外
居
住
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
前
号
イ
に
掲
げ
る
書
類

ロ
　
前
号
ロ
に
掲
げ
る
書
類

ハ
　
所
得
税
法
施
行
規
則
第
四
十
七
条
の
二
第
九
項

に
規
定
す
る
書
類

三
　
当
該
国
外
居
住
者
が
法
第
三
十
四
条
第
一
項
第
十

一
号
ロ
（
３
）
及
び
第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
第

十
一
号
ロ
（
３
）
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
も
の
と

し
て
扶
養
控
除
額
の
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
場

合
　
当
該
国
外
居
住
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
書
類

8



ロ
　
所
得
税
法
施
行
規
則
第
四
十
七
条
の
二
第
十
項

に
規
定
す
る
書
類

12
　
控
除
対
象
外
国
外
扶
養
親
族
に
係
る
第
一
項
第
三
号

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
給
与
所
得
者
の
扶
養
親
族

等
申
告
書
等
を
提
出
し
た
者
（
法
第
四
十
五
条
の
三
の

二
第
二
項
及
び
第
三
百
十
七
条
の
三
の
二
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
当
該
記
載
に
代
え
て
異
動
が
な
い
旨
の
記
載

を
し
た
者
を
含
む
。
）
が
当
該
申
告
書
に
係
る
法
第
四

十
五
条
の
三
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
三
百

十
七
条
の
三
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
提

出
期
限
の
属
す
る
年
の
翌
年
の
四
月
一
日
の
属
す
る
年

度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
係
る

非
課
税
限
度
額
制
度
適
用
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該

申
告
書
を
提
出
し
た
者
（
法
第
四
十
五
条
の
三
の
二
第

二
項
及
び
第
三
百
十
七
条
の
三
の
二
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
当
該
記
載
に
代
え
て
異
動
が
な
い
旨
の
記
載
を
し

た
者
を
含
む
。
）
は
、
当
該
控
除
対
象
外
国
外
扶
養
親

族
に
係
る
国
外
扶
養
親
族
証
明
書
類
を
同
年
の
三
月
十

五
日
ま
で
に
市
町
村
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
同

項
に
規
定
す
る
申
告
書
に
添
付
し
、
若
し
く
は
市
町
村

長
に
提
示
し
、
又
は
第
二
条
の
三
第
五
項
の
規
定
に
よ

り
市
町
村
長
に
提
出
し
た
当
該
控
除
対
象
外
国
外
扶
養

親
族
に
係
る
国
外
扶
養
親
族
証
明
書
類
に
つ
い
て
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

13
　
前
三
項
の
規
定
に
よ
る
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ら
の
規
定
の
給
与
所
得
者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書

等
を
受
理
し
た
給
与
支
払
者
を
経
由
し
て
提
出
す
る
こ

と
を
妨
げ
な
い
。

（
給
与
所
得
者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書
の
電
磁
的
方
法

に
よ
る
提
供
方
法
等
）

第
二
条
の
三
の
四
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
電
磁
的
方
法
に

よ
る
提
供
は
、
所
得
税
法
第
百
九
十
八
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
の
電
磁
的
方
法
に

よ
る
提
供
と
併
せ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
法
第
四
十
五
条
の
三
の
二
第
五
項
及
び
第
三
百
十

七
条
の
三
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
給
与
所
得
者

の
扶
養
親
族
等
申
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
電
磁

的
方
法
に
よ
る
提
供
　
所
得
税
法
第
百
九
十
四
条
第

一
項
の
申
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項

二
　
法
第
四
十
五
条
の
三
の
二
第
五
項
及
び
第
三
百
十

七
条
の
三
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
給
与
所
得
者

の
扶
養
親
族
等
異
動
申
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
の

電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
　
所
得
税
法
第
百
九
十
四

条
第
三
項
の
申
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項

２
　
法
第
四
十
五
条
の
三
の
二
第
五
項
及
び
第
三
百
十
七

条
の
三
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る

方
法
は
、
所
得
税
法
施
行
規
則
第
七
十
六
条
の
二
第
一

項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

３
　
法
第
四
十
五
条
の
三
の
二
第
五
項
及
び
第
三
百
十
七

条
の
三
の
二
第
五
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お

け
る
前
条
第
九
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項

中
「
当
該
申
告
書
」
と
あ
る
の
は
、
「
法
第
四
十
五
条

の
三
の
二
第
五
項
及
び
第
三
百
十
七
条
の
三
の
二
第
五

項
に
規
定
す
る
電
磁
的
方
法
に
よ
り
提
供
さ
れ
た
当
該

申
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録

（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ

つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る

記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用

に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
」
と
す
る
。

（
公
的
年
金
等
受
給
者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書
の
提
出

方
法
）

第
二
条
の
三
の
五
　
所
得
税
法
第
二
百
三
条
の
六
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
申
告
書
を
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
者
（
次
項
に
お
い
て
「
公
的
年
金
等

受
給
者
」
と
い
う
。
）
が
法
第
四
十
五
条
の
三
の
三
第

一
項
及
び
第
三
百
十
七
条
の
三
の
三
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
申
告
書
（
以
下
第
二
条
の
三
の
七
ま
で
に
お
い
て

「
公
的
年
金
等
受
給
者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書
」
と
い

う
。
）
を
提
出
す
る
場
合
に
は
、
所
得
税
法
第
二
百
三

条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
と
併
せ
て
法
第

四
十
五
条
の
三
の
三
第
一
項
及
び
第
三
百
十
七
条
の
三

の
三
第
一
項
の
公
的
年
金
等
支
払
者
（
次
項
及
び
次
条

に
お
い
て
「
公
的
年
金
等
支
払
者
」
と
い
う
。
）
を
経

由
し
て
、
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
公
的
年
金
等
支
払
者
が
公
的
年
金
等
受
給
者
か
ら
公

的
年
金
等
受
給
者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書
又
は
次
条
第

十
二
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
書
類
を
受
理
し
た

場
合
に
は
、
当
該
公
的
年
金
等
受
給
者
の
扶
養
親
族
等

申
告
書
（
法
第
四
十
五
条
の
三
の
三
第
四
項
及
び
第
三

百
十
七
条
の
三
の
三
第
四
項
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
当

該
公
的
年
金
等
支
払
者
が
提
供
を
受
け
た
当
該
公
的
年

金
等
受
給
者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書
に
記
載
す
べ
き
事

項
を
含
む
。
次
条
第
八
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
こ

れ
ら
の
書
類
を
、
法
第
四
十
五
条
の
三
の
三
第
一
項
及

び
第
三
百
十
七
条
の
三
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
市
町

村
長
が
当
該
公
的
年
金
等
支
払
者
に
対
し
そ
の
提
出
を

求
め
る
ま
で
の
間
、
当
該
公
的
年
金
等
支
払
者
が
保
存

す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
公
的
年
金
等
受
給

者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書
に
係
る
こ
れ
ら
の
規
定
に
規

定
す
る
提
出
期
限
の
属
す
る
年
の
翌
年
一
月
十
日
の
翌

日
か
ら
七
年
を
経
過
す
る
日
後
に
お
い
て
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

３
　
法
第
四
十
五
条
の
三
の
三
第
一
項
及
び
第
三
百
十
七

条
の
三
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
的
年
金
等
受
給

者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書
に
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
て

い
る
扶
養
親
族
の
氏
名
に
つ
い
て
は
、
年
齢
十
六
歳
未

満
の
者
又
は
退
職
手
当
等
に
係
る
所
得
を
有
す
る
者
で

あ
る
扶
養
親
族
の
氏
名
に
限
る
も
の
と
す
る
。

（
公
的
年
金
等
受
給
者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書
の
記
載

事
項
）

第
二
条
の
三
の
六
　
法
第
四
十
五
条
の
三
の
三
第
一
項
第

四
号
及
び
第
三
百
十
七
条
の
三
の
三
第
一
項
第
四
号
に

規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る

事
項
と
す
る
。

一
　
公
的
年
金
等
受
給
者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書
を
提

出
す
る
者
（
第
三
号
に
お
い
て
「
申
告
者
」
と
い

う
。
）
の
氏
名
、
住
所
及
び
個
人
番
号
（
個
人
番
号

を
有
し
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
氏
名
及
び
住
所
）

二
　
特
定
配
偶
者
（
法
第
四
十
五
条
の
三
の
三
第
一
項

及
び
第
三
百
十
七
条
の
三
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る

特
定
配
偶
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
、
次
項
及
び
第

三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
住
所
及
び
個
人
番
号
並

び
に
そ
の
合
計
所
得
金
額
の
見
積
額
（
個
人
番
号
を

有
し
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
住
所
及
び
そ
の
合
計
所

得
金
額
の
見
積
額
）
並
び
に
国
外
居
住
者
で
あ
る
特

定
配
偶
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨

三
　
扶
養
親
族
（
年
齢
十
六
歳
未
満
の
者
又
は
退
職
手

当
等
に
係
る
所
得
を
有
す
る
者
に
限
る
。
以
下
こ
の

号
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
住
所
、
申
告
者

と
の
続
柄
及
び
個
人
番
号
並
び
に
そ
の
合
計
所
得
金

額
の
見
積
額
（
個
人
番
号
を
有
し
な
い
者
に
あ
つ
て

は
、
住
所
及
び
申
告
者
と
の
続
柄
並
び
に
そ
の
合
計

所
得
金
額
の
見
積
額
）
並
び
に
国
外
居
住
者
で
あ
る

扶
養
親
族
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨

四
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

２
　
公
的
年
金
等
受
給
者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書
の
提
出

を
受
け
る
公
的
年
金
等
支
払
者
が
、
当
該
公
的
年
金
等

受
給
者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書
に
記
載
さ
れ
る
べ
き
特

定
配
偶
者
、
扶
養
親
族
又
は
当
該
公
的
年
金
等
受
給
者

の
扶
養
親
族
等
申
告
書
を
提
出
す
る
者
（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
提
出
す
る
者
」
と
い
う
。
）
の
氏
名
及
び

個
人
番
号
そ
の
他
の
事
項
を
記
載
し
た
帳
簿
（
当
該
公

的
年
金
等
受
給
者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書
の
提
出
の
前

に
、
当
該
提
出
す
る
者
か
ら
第
二
条
の
三
の
三
第
三
項

各
号
に
掲
げ
る
申
告
書
の
提
出
を
受
け
て
作
成
さ
れ
た

も
の
に
限
る
。
）
を
備
え
て
い
る
と
き
は
、
当
該
提
出

す
る
者
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
公
的

年
金
等
支
払
者
に
提
出
す
る
当
該
公
的
年
金
等
受
給
者

の
扶
養
親
族
等
申
告
書
に
は
、
当
該
帳
簿
に
記
載
さ
れ

て
い
る
個
人
番
号
の
記
載
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
当
該
公
的
年
金
等
受
給
者
の
扶
養
親
族
等
申

告
書
に
記
載
す
べ
き
氏
名
又
は
個
人
番
号
が
当
該
帳
簿

に
記
載
さ
れ
て
い
る
特
定
配
偶
者
、
扶
養
親
族
又
は
提

出
す
る
者
の
氏
名
又
は
個
人
番
号
と
異
な
る
と
き
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

３
　
公
的
年
金
等
支
払
者
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
帳
簿
を

作
成
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
は
、
当
該
帳
簿
に
第
二

条
の
三
の
三
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
一

号
の
申
告
対
象
配
偶
者
の
氏
名
に
つ
い
て
は
、
特
定
配

偶
者
に
該
当
す
る
も
の
の
氏
名
に
限
る
。
）
を
記
載
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
公
的
年
金
等
支
払
者
は
、
前
項
の
帳
簿
を
、

後
に

第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
提
出
さ
れ
た
公
的
年

金
等
受
給
者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書
に
係
る
前
条
第
二

項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
期
限
ま
で
保
存
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

５
　
第
二
条
の
三
の
三
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規
定

は
、
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
公
的
年
金
等
受

給
者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書
を
提
出
し
た
者
が
当
該
公

的
年
金
等
受
給
者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書
に
記
載
す
べ

き
氏
名
、
住
所
又
は
個
人
番
号
を
変
更
し
た
場
合
に
つ

い
て
準
用
す
る
。

６
　
公
的
年
金
等
支
払
者
が
、
公
的
年
金
等
受
給
者
の
扶

養
親
族
等
申
告
書
に
記
載
さ
れ
る
べ
き
第
一
項
第
一
号

に
規
定
す
る
申
告
者
の
氏
名
及
び
個
人
番
号
そ
の
他
の

事
項
を
記
載
し
た
帳
簿
で
あ
つ
て
、
当
該
公
的
年
金
等

受
給
者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書
の
提
出
の
前
に
、
行
政

手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号

の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
求
め
に
基
づ
く
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
（
住
民

基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
九
に
規
定
す
る
機
構
保
存
本

人
確
認
情
報
を
い
う
。
）
の
提
供
を
受
け
て
作
成
さ
れ

た
も
の
を
備
え
て
い
る
場
合
に
お
け
る
第
二
項
（
当
該

申
告
者
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
当
該
帳
簿
を
同
項
に
規
定
す
る
帳
簿
に
該
当

す
る
も
の
と
し
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

７
　
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定

に
よ
り
帳
簿
を
作
成
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
項
中
「
第
二
条
の
三
の
三

第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
一
号
の
申
告
対

象
配
偶
者
の
氏
名
に
つ
い
て
は
、
特
定
配
偶
者
に
該
当

す
る
も
の
の
氏
名
に
限
る
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
項

に
規
定
す
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
と
し
て
提
供
を

受
け
た
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
申
告
者
の
氏
名
、

住
所
及
び
個
人
番
号
並
び
に
そ
の
提
供
を
受
け
た
年
月

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
」
と
、
第
五
項
中
「
準

用
す
る
。
」
と
あ
る
の
は
「
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

9



お
い
て
、
第
二
条
の
三
の
三
第
七
項
中
「
第
四
項
各
号

に
掲
げ
る
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
二
条
の
三
の
六
第
六

項
に
規
定
す
る
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
と
し
て
提
供

を
受
け
た
同
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
申
告
者
の

氏
名
、
住
所
及
び
個
人
番
号
並
び
に
そ
の
提
供
を
受
け

た
年
月
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

８
　
公
的
年
金
等
受
給
者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書
を
受
理

し
た
公
的
年
金
等
支
払
者
は
、
当
該
公
的
年
金
等
受
給

者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書
に
、
当
該
公
的
年
金
等
支
払

者
の
法
人
番
号
を
付
記
す
る
も
の
と
す
る
。

９
　
国
外
居
住
者
に
係
る
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
公
的
年
金
等
受
給
者
の
扶
養

親
族
等
申
告
書
を
提
出
し
た
者
（
法
第
四
十
五
条
の
三

の
三
第
二
項
及
び
第
三
百
十
七
条
の
三
の
三
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
当
該
記
載
に
代
え
て
異
動
が
な
い
旨
の
記

載
を
し
た
者
を
含
む
。
）
が
法
第
四
十
五
条
の
三
の
三

第
一
項
及
び
第
三
百
十
七
条
の
三
の
三
第
一
項
に
規
定

す
る
提
出
期
限
の
属
す
る
年
の
翌
年
の
四
月
一
日
の
属

す
る
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税

に
つ
き
当
該
国
外
居
住
者
に
係
る
障
害
者
控
除
額
、
配

偶
者
控
除
額
又
は
配
偶
者
特
別
控
除
額
の
控
除
を
受
け

よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
当
該
公
的
年
金
等
受
給
者
の

扶
養
親
族
等
申
告
書
を
提
出
し
た
者
は
、
当
該
国
外
居

住
者
に
係
る
所
得
税
法
施
行
規
則
第
四
十
七
条
の
二
第

五
項
及
び
第
六
項
に
規
定
す
る
書
類
を
同
年
の
三
月
十

五
日
ま
で
に
市
町
村
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
所
得
税
法
の
規
定
に
基
づ
い
て
所
得
税

の
確
定
申
告
書
に
添
付
し
、
若
し
く
は
税
務
署
長
に
提

示
し
、
若
し
く
は
同
法
第
二
百
三
条
の
六
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
提
出
し
、
若
し
く
は
提
示
し
、
又
は
第
二
条

の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
申
告
書

に
添
付
し
、
若
し
く
は
市
町
村
長
に
提
示
し
、
若
し
く

は
第
二
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
長
に
提

出
し
た
当
該
国
外
居
住
者
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

10
　
国
外
居
住
者
に
係
る
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
公
的
年
金
等
受
給
者
の
扶
養
親
族
等
申
告

書
を
提
出
し
た
者
（
法
第
四
十
五
条
の
三
の
三
第
二
項

及
び
第
三
百
十
七
条
の
三
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

当
該
記
載
に
代
え
て
異
動
が
な
い
旨
の
記
載
を
し
た
者

を
含
む
。
）
が
法
第
四
十
五
条
の
三
の
三
第
一
項
及
び

第
三
百
十
七
条
の
三
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
提
出
期

限
の
属
す
る
年
の
翌
年
の
四
月
一
日
の
属
す
る
年
度
分

の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
き
当
該

国
外
居
住
者
に
係
る
扶
養
控
除
額
の
控
除
を
受
け
よ
う

と
す
る
場
合
に
は
、
当
該
公
的
年
金
等
受
給
者
の
扶
養

親
族
等
申
告
書
を
提
出
し
た
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
同

年
の
三
月
十
五
日
ま
で
に
市
町
村
長
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
所
得
税
法
の
規
定
に
基
づ
い

て
所
得
税
の
確
定
申
告
書
に
添
付
し
、
若
し
く
は
税
務

署
長
に
提
示
し
、
若
し
く
は
同
法
第
二
百
三
条
の
六
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
、
若
し
く
は
提
示
し
、
又

は
第
二
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す

る
申
告
書
に
添
付
し
、
若
し
く
は
市
町
村
長
に
提
示

し
、
若
し
く
は
第
二
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
市

町
村
長
に
提
出
し
た
当
該
国
外
居
住
者
に
係
る
も
の
に

つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
次
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合
　

当
該
国
外
居
住
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
所
得
税
法
施
行
規
則
第
四
十
七
条
の
二
第
七
項

に
規
定
す
る
書
類

ロ
　
所
得
税
法
施
行
規
則
第
四
十
七
条
の
二
第
八
項

に
規
定
す
る
書
類

二
　
当
該
国
外
居
住
者
が
法
第
三
十
四
条
第
一
項
第
十

一
号
ロ
（
１
）
及
び
第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
第

十
一
号
ロ
（
１
）
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
も
の
と

し
て
扶
養
控
除
額
の
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
場

合
　
当
該
国
外
居
住
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
前
号
イ
に
掲
げ
る
書
類

ロ
　
前
号
ロ
に
掲
げ
る
書
類

ハ
　
所
得
税
法
施
行
規
則
第
四
十
七
条
の
二
第
九
項

に
規
定
す
る
書
類

三
　
当
該
国
外
居
住
者
が
法
第
三
十
四
条
第
一
項
第
十

一
号
ロ
（
３
）
及
び
第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
第

十
一
号
ロ
（
３
）
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
も
の
と

し
て
扶
養
控
除
額
の
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
場

合
　
当
該
国
外
居
住
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
書
類

ロ
　
所
得
税
法
施
行
規
則
第
四
十
七
条
の
二
第
十
項

に
規
定
す
る
書
類

11
　
控
除
対
象
外
国
外
扶
養
親
族
に
係
る
第
一
項
第
三
号

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
公
的
年
金
等
受
給
者
の
扶

養
親
族
等
申
告
書
を
提
出
し
た
者
（
法
第
四
十
五
条
の

三
の
三
第
二
項
及
び
第
三
百
十
七
条
の
三
の
三
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
当
該
記
載
に
代
え
て
異
動
が
な
い
旨
の

記
載
を
し
た
者
を
含
む
。
）
が
当
該
公
的
年
金
等
受
給

者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書
に
係
る
法
第
四
十
五
条
の
三

の
三
第
一
項
及
び
第
三
百
十
七
条
の
三
の
三
第
一
項
に

規
定
す
る
提
出
期
限
の
属
す
る
年
の
翌
年
の
四
月
一
日

の
属
す
る
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村

民
税
に
係
る
非
課
税
限
度
額
制
度
適
用
者
で
あ
る
場
合

に
は
、
当
該
公
的
年
金
等
受
給
者
の
扶
養
親
族
等
申
告

書
を
提
出
し
た
者
は
、
当
該
控
除
対
象
外
国
外
扶
養
親

族
に
係
る
国
外
扶
養
親
族
証
明
書
類
を
同
年
の
三
月
十

五
日
ま
で
に
市
町
村
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
同

項
に
規
定
す
る
申
告
書
に
添
付
し
、
若
し
く
は
市
町
村

長
に
提
示
し
、
又
は
第
二
条
の
三
第
五
項
の
規
定
に
よ

り
市
町
村
長
に
提
出
し
た
当
該
控
除
対
象
外
国
外
扶
養

親
族
に
係
る
国
外
扶
養
親
族
証
明
書
類
に
つ
い
て
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

12
　
前
三
項
の
規
定
に
よ
る
書
類
（
所
得
税
法
施
行
規
則

第
四
十
七
条
の
二
第
六
項
、
第
八
項
及
び
第
九
項
に
規

定
す
る
書
類
並
び
に
第
二
条
の
二
第
七
項
第
二
号
に
掲

げ
る
書
類
を
除
く
。
）
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
前
三
項

の
公
的
年
金
等
受
給
者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書
を
受
理

し
た
公
的
年
金
等
支
払
者
を
経
由
し
て
提
出
す
る
こ
と

を
妨
げ
な
い
。

（
公
的
年
金
等
受
給
者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書
の
電
磁

的
方
法
に
よ
る
提
供
方
法
）

第
二
条
の
三
の
七
　
法
第
四
十
五
条
の
三
の
三
第
四
項
及

び
第
三
百
十
七
条
の
三
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
公

的
年
金
等
受
給
者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書
に
記
載
す
べ

き
事
項
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
は
、
所
得
税
法
第

二
百
三
条
の
六
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
同
項
に
規
定
す

る
申
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る

提
供
と
併
せ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
退
職
所
得
申
告
書
の
提
出
方
法
）

第
二
条
の
四
　
所
得
税
法
第
二
百
三
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
同
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
者
（
次
項
及
び
第
二
条
の
五
の
三
に
お
い
て

「
退
職
手
当
等
の
支
払
を
受
け
る
者
」
と
い
う
。
）
が
退

職
所
得
申
告
書
を
提
出
す
る
場
合
に
は
、
同
法
第
二
百

三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
と
併
せ
て
法
第
五

十
条
の
七
第
一
項
及
び
第
三
百
二
十
八
条
の
七
第
一
項

に
規
定
す
る
退
職
手
当
等
の
支
払
者
（
次
項
及
び
次
条

に
お
い
て
「
退
職
手
当
等
の
支
払
者
」
と
い
う
。
）
を

経
由
し
て
、
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
退
職
手
当
等
の
支
払
者
が
退
職
手
当
等
の
支
払
を
受

け
る
者
か
ら
退
職
所
得
申
告
書
を
受
理
し
た
場
合
に

は
、
当
該
退
職
所
得
申
告
書
（
法
第
五
十
条
の
七
第
三

項
及
び
第
三
百
二
十
八
条
の
七
第
三
項
の
規
定
の
適
用

に
よ
り
当
該
退
職
手
当
等
の
支
払
者
が
提
供
を
受
け
た

当
該
退
職
所
得
申
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
含
む
。

次
条
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
、
法
第
五
十
条
の

七
第
一
項
及
び
第
三
百
二
十
八
条
の
七
第
一
項
に
規
定

す
る
市
町
村
長
が
当
該
退
職
手
当
等
の
支
払
者
に
対
し

そ
の
提
出
を
求
め
る
ま
で
の
間
、
当
該
退
職
手
当
等
の

支
払
者
が
保
存
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
退

職
所
得
申
告
書
に
係
る
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
提

出
期
限
の
属
す
る
年
の
翌
年
一
月
十
日
の
翌
日
か
ら
七

年
を
経
過
す
る
日
後
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

（
退
職
所
得
申
告
書
の
記
載
事
項
）

第
二
条
の
五
　
法
第
五
十
条
の
七
第
一
項
第
五
号
及
び
第

三
百
二
十
八
条
の
七
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
総
務

省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
退
職
所
得
申
告
書
を
提
出
す
る
者
の
氏
名
、
そ
の

者
の
法
第
五
十
条
の
二
及
び
第
三
百
二
十
八
条
に
規

定
す
る
退
職
手
当
等
（
以
下
「
退
職
手
当
等
」
と
い

う
。
）
の
支
払
を
受
け
る
べ
き
日
の
属
す
る
年
の
一

月
一
日
現
在
の
住
所
並
び
に
個
人
番
号
（
個
人
番
号

を
有
し
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
氏
名
及
び
そ
の
者
の

退
職
手
当
等
の
支
払
を
受
け
る
べ
き
日
の
属
す
る
年

の
一
月
一
日
現
在
の
住
所
）

二
　
法
第
五
十
条
の
七
第
一
項
第
三
号
及
び
第
三
百
二

十
八
条
の
七
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
勤
続
年
数
の

計
算
の
基
礎
そ
の
他
法
第
五
十
条
の
六
第
三
項
及
び

第
三
百
二
十
八
条
の
六
第
三
項
に
規
定
す
る
退
職
所

得
控
除
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
べ
き
事
項

三
　
法
第
五
十
条
の
六
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
百
二

十
八
条
の
六
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
支
払
済
み

の
他
の
退
職
手
当
等
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
支
払

済
み
の
他
の
退
職
手
当
等
の
支
払
者
の
氏
名
又
は
名

称
、
当
該
支
払
済
み
の
他
の
退
職
手
当
等
に
つ
き
法

第
四
十
一
条
第
一
項
及
び
第
三
百
二
十
八
条
の
五
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
徴
収
さ
れ
た
税
額
並
び
に
そ
の

支
払
を
受
け
た
年
月
日

四
　
退
職
手
当
等
の
支
払
を
受
け
る
べ
き
日
の
属
す
る

年
の
一
月
一
日
現
在
で
、
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十

五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
の
規
定
に
よ
る
生
活
扶

助
を
受
け
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨

五
　
法
第
五
十
条
の
七
第
一
項
及
び
第
三
百
二
十
八
条

の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
退
職
手
当
等
又
は
法
第
五

十
条
の
七
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
百
二
十
八
条
の

七
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
支
払
済
み
の
他
の
退

職
手
当
等
の
全
部
又
は
一
部
が
こ
れ
ら
の
規
定
に
規

定
す
る
短
期
退
職
手
当
等
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
法
第
五
十
条
の
三
第
二
項
及
び
第
三
百
二
十
八

条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ

と
と
さ
れ
る
所
得
税
法
施
行
令
第
七
十
一
条
の
二

第
二
項
に
規
定
す
る
短
期
勤
続
年
数
及
び
そ
の
計

算
の
基
礎

ロ
　
法
第
五
十
条
の
三
第
二
項
及
び
第
三
百
二
十
八

条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
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と
と
さ
れ
る
所
得
税
法
施
行
令
第
七
十
一
条
の
二

第
十
一
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き

は
、
同
令
第
三
百
十
九
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す

る
短
期
退
職
所
得
控
除
額
の
計
算
の
基
礎

六
　
法
第
五
十
条
の
七
第
一
項
及
び
第
三
百
二
十
八
条

の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
退
職
手
当
等
又
は
法
第
五

十
条
の
七
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
百
二
十
八
条
の

七
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
支
払
済
み
の
他
の
退

職
手
当
等
の
全
部
又
は
一
部
が
こ
れ
ら
の
規
定
に
規

定
す
る
特
定
役
員
退
職
手
当
等
に
該
当
す
る
場
合
に

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
法
第
五
十
条
の
三
第
二
項
及
び
第
三
百
二
十
八

条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ

と
と
さ
れ
る
所
得
税
法
施
行
令
第
七
十
一
条
の
二

第
四
項
に
規
定
す
る
特
定
役
員
等
勤
続
年
数
及
び

そ
の
計
算
の
基
礎

ロ
　
法
第
五
十
条
の
三
第
二
項
及
び
第
三
百
二
十
八

条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ

と
と
さ
れ
る
所
得
税
法
施
行
令
第
七
十
一
条
の
二

第
十
二
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き

は
、
同
令
第
三
百
十
九
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す

る
特
定
役
員
退
職
所
得
控
除
額
の
計
算
の
基
礎

七
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

２
　
退
職
所
得
申
告
書
の
提
出
を
受
け
る
退
職
手
当
等
の

支
払
者
が
、
当
該
退
職
所
得
申
告
書
に
記
載
さ
れ
る
べ

き
当
該
退
職
所
得
申
告
書
の
提
出
を
す
る
者
（
以
下
こ

の
項
及
び
次
項
第
一
号
に
お
い
て
「
提
出
す
る
者
」
と

い
う
。
）
の
氏
名
及
び
個
人
番
号
そ
の
他
の
事
項
を
記

載
し
た
帳
簿
（
当
該
退
職
所
得
申
告
書
の
提
出
の
前
に

当
該
提
出
す
る
者
か
ら
第
二
条
の
三
の
三
第
三
項
各
号

に
掲
げ
る
申
告
書
の
提
出
を
受
け
て
作
成
さ
れ
た
も
の

に
限
る
。
）
を
備
え
て
い
る
と
き
は
、
当
該
提
出
す
る

者
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
退
職
手
当

等
の
支
払
者
に
提
出
す
る
当
該
退
職
所
得
申
告
書
に

は
、
当
該
帳
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
個
人
番
号
の
記
載

を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
退
職
所
得

申
告
書
に
記
載
さ
れ
る
べ
き
氏
名
又
は
個
人
番
号
が
当

該
帳
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
当
該
提
出
す
る
者
の
氏
名

又
は
個
人
番
号
と
異
な
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

３
　
退
職
手
当
等
の
支
払
者
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
帳
簿

を
作
成
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
は
、
当
該
帳
簿
に
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
第
二
条
の
三
の
三
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
申
告
書

に
記
載
さ
れ
た
提
出
す
る
者
の
氏
名
、
住
所
及
び
個

人
番
号

二
　
前
号
の
申
告
書
の
提
出
を
受
け
た
年
月
及
び
当
該

申
告
書
の
名
称

三
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

４
　
退
職
手
当
等
の
支
払
者
は
、
前
項
の
帳
簿
を
、

後

に
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
提
出
さ
れ
た
退
職

所
得
申
告
書
に
係
る
前
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に

よ
る
期
限
ま
で
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
第
二
条
の
三
の
三
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規
定

は
、
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
退
職
所
得
申
告

書
を
提
出
し
た
者
が
当
該
退
職
所
得
申
告
書
に
記
載
す

べ
き
氏
名
、
住
所
又
は
個
人
番
号
を
変
更
し
た
場
合
に

つ
い
て
準
用
す
る
。

６
　
退
職
所
得
申
告
書
を
受
理
し
た
退
職
手
当
等
の
支
払

者
は
、
当
該
退
職
所
得
申
告
書
に
、
当
該
退
職
手
当
等

の
支
払
者
の
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
を
付
記
す
る
も

の
と
す
る
。

（
退
職
所
得
申
告
書
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
方
法
）

第
二
条
の
五
の
二
　
法
第
五
十
条
の
七
第
三
項
及
び
第
三

百
二
十
八
条
の
七
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
退
職
所
得
申

告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供

は
、
所
得
税
法
第
二
百
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
同

項
に
規
定
す
る
申
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
電
磁
的

方
法
に
よ
る
提
供
と
併
せ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
特
別
徴
収
票
）

第
二
条
の
五
の
三
　
退
職
手
当
等
の
支
払
を
す
る
者
は
、

退
職
手
当
等
の
支
払
を
受
け
る
者
の
各
人
別
に
、
第
五

号
の
十
四
様
式
及
び
第
五
号
の
十
四
の
二
様
式
に
よ
る

特
別
徴
収
票
を
作
成
し
、
第
五
号
の
十
四
様
式
に
よ
る

特
別
徴
収
票
を
退
職
手
当
等
の
支
払
を
受
け
る
べ
き
日

の
属
す
る
年
の
一
月
一
日
現
在
に
お
け
る
そ
の
者
の
住

所
所
在
地
の
市
町
村
長
に
提
出
し
、
第
五
号
の
十
四
の

二
様
式
に
よ
る
特
別
徴
収
票
を
退
職
手
当
等
の
支
払
を

受
け
る
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

法
人
（
人
格
の
な
い
社
団
又
は
財
団
を
含
む
。
）
が
そ

の
役
員
（
相
談
役
、
顧
問
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
者

を
含
む
。
）
に
対
し
て
支
払
う
退
職
手
当
等
以
外
の
退

職
手
当
等
に
つ
い
て
は
、
特
別
徴
収
票
は
、
市
町
村
長

に
提
出
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
三
百
二
十
八
条
の
五

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
徴
収
す
べ
き
分
離
課
税
に
係
る

所
得
割
の
額
が
な
い
と
き
は
、
特
別
徴
収
票
は
、
退
職

手
当
等
の
支
払
を
受
け
る
者
の
請
求
が
な
い
場
合
に
限

り
、
退
職
手
当
等
の
支
払
を
受
け
る
者
に
交
付
す
る
こ

と
を
要
し
な
い
。

（
特
別
徴
収
に
係
る
納
入
）

第
二
条
の
六
　
給
与
所
得
に
係
る
個
人
の
道
府
県
民
税
、

個
人
の
市
町
村
民
税
及
び
森
林
環
境
税
の
特
別
徴
収
義

務
者
が
当
該
特
別
徴
収
に
係
る
納
入
金
を
市
町
村
に
納

入
す
る
場
合
（
法
第
七
百
四
十
七
条
の
六
第
二
項
に
規

定
す
る
方
法
に
よ
り
納
入
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、

当
該
納
入
金
に
第
五
号
の
十
五
様
式
に
よ
る
納
入
書

（
当
該
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
や
む
を
得
な
い

事
情
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
総
務
大
臣
が

別
の
様
式
を
定
め
た
と
き
は
、
当
該
様
式
に
よ
る
納
入

書
）
（
当
該
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電

磁
的
記
録
を
含
む
。
）
を
添
え
て
納
入
す
る
も
の
と
す

る
。

（
法
人
の
道
府
県
民
税
に
係
る
申
告
書
等
の
様
式
）

第
三
条
　
法
人
の
道
府
県
民
税
に
つ
い
て
、
次
の
表
の
上

欄
に
掲
げ
る
申
告
書
等
の
様
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

下
欄
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ

し
、
別
表
に
掲
げ
る
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
や

む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
総
務

大
臣
は
、
別
に
こ
れ
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

申
告
書
等
の
種
類

様
式

（
一
）
　
確
定
申
告
書
及
び
中
間
申
告
書
並

び
に
こ
れ
ら
に
係
る
修
正
申
告
書
（
法
第

五
十
三
条
第
一
項
の
道
府
県
民
税
の
申
告

書
及
び
こ
れ
に
係
る
同
条
第
三
十
四
項
の

道
府
県
民
税
の
申
告
書
）

第
六
号
様
式

、
第
六
号
様

式

（

そ

の

２
）
又
は
第

六

号

様

式

（

そ

の

３

）

（
別
表
一
か

ら
別
表
四
の

三
ま
で
）

（
二
）
　
退
職
年
金
等
積
立
金
に
係
る
確
定

申
告
書
及
び
こ
れ
に
係
る
修
正
申
告
書

（
法
人
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
四

号
）
第
八
十
九
条
（
同
法
第
百
四
十
五
条

の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
つ
て
申
告
書
を
提
出
す
る
義

務
が
あ
る
法
人
に
係
る
法
第
五
十
三
条
第

一
項
の
道
府
県
民
税
の
申
告
書
及
び
こ
れ

に
係
る
同
条
第
三
十
四
項
の
道
府
県
民
税

の
申
告
書
）

第
六
号
の
二

様
式

（
三
）
　
予
定
申
告
書
及
び
こ
れ
に
係
る
修

正
申
告
書
（
法
第
五
十
三
条
第
一
項
及
び

第
二
項
の
道
府
県
民
税
の
申
告
書
並
び
に

こ
れ
ら
に
係
る
同
条
第
三
十
四
項
の
道
府

県
民
税
の
申
告
書
）

第
六
号
の
三

様
式
、
第
六

号
の
三
様
式

（
そ
の
２
）

又
は
第
六
号

の

三

様

式

（

そ

の

３

）

（
第
六
号
様

式
別
表
四
の

三
）

（
四
）
　
外
国
関
係
会
社
に
係
る
控
除
対
象

所
得
税
額
等
相
当
額
及
び
個
別
控
除
対
象

所
得
税
額
等
相
当
額
の
控
除
に
関
す
る
明

細
書
（
政
令
第
九
条
の
六
の
二
第
二
項
及

び
第
九
条
の
六
の
三
第
二
項
の
書
類
）

第
七
号
様
式

（
五
）
　
外
国
の
法
人
税
等
の
額
の
控
除
に

関
す
る
明
細
書
（
政
令
第
九
条
の
七
第
二

十
九
項
並
び
に
第
九
条
の
七
の
二
第
四
項

及
び
第
五
項
の
書
類
）

第
七
号
の
二

様
式

（
六
）
　
課
税
標
準
の
分
割
に
関
す
る
明
細

書
（
法
第
五
十
七
条
第
一
項
の
課
税
標
準

の
分
割
に
関
す
る
明
細
書
）

第
十
号
様
式

（
七
）
　
均
等
割
申
告
書
（
法
第
五
十
三
条

第
三
十
一
項
の
道
府
県
民
税
の
申
告
書
）

第
十
一
号
様

式

（
八
）
　
申
告
書
の
提
出
期
限
の
延
長
の
処

分
等
の
届
出
書
及
び
申
告
書
の
提
出
期
限

の
延
長
の
取
り
や
め
等
の
届
出
書
（
法
第

五
十
三
条
第
六
十
一
項
の
届
出
書
）

第
十
三
号
の

二
様
式
及
び

第
十
四
号
様

式

２
　
道
府
県
内
に
恒
久
的
施
設
を
有
す
る
外
国
法
人
（
法

第
二
十
三
条
第
一
項
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
外
国
法
人

を
い
う
。
）
の
第
六
号
様
式
別
表
一
の
二
及
び
同
様
式

別
表
二
の
五
、
第
七
号
の
三
様
式
並
び
に
第
十
号
様
式

の
記
載
に
つ
い
て
は
、
法
人
税
法
第
百
四
十
一
条
第
一

号
イ
に
掲
げ
る
国
内
源
泉
所
得
に
対
す
る
法
人
税
額
及

び
同
号
ロ
に
掲
げ
る
国
内
源
泉
所
得
に
対
す
る
法
人
税

額
の
計
算
の
別
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
法
人
が
道
府
県
民
税
に
係
る
地
方
団
体
の
徴
収
金
を

納
付
す
る
と
き
（
口
座
振
替
の
方
法
又
は
法
第
七
百
四

十
七
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
納
付
す

る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
当
該
地
方
団
体
の
徴
収
金
に

第
十
二
号
の
二
様
式
に
よ
る
納
付
書
（
当
該
様
式
に
よ

る
こ
と
が
で
き
な
い
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認

め
る
場
合
に
お
い
て
、
総
務
大
臣
が
別
の
様
式
を
定
め

た
と
き
は
、
当
該
様
式
に
よ
る
納
付
書
）
（
当
該
書
類

に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
を
含

む
。
）
を
添
え
て
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
政
令
第
九
条
の
六
の
二
第
一
項
の
割
合
等
）

第
三
条
の
二
　
政
令
第
九
条
の
六
の
二
第
一
項
、
第
九
条

の
六
の
三
第
一
項
、
第
九
条
の
七
第
六
項
及
び
第
二
十

八
項
並
び
に
第
九
条
の
七
の
二
第
二
項
（
同
条
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
一
号
イ
及
び
第

二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定

め
る
割
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
法
人
の
区
分
に
応

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
と
す
る
。

一
　
次
号
に
掲
げ
る
法
人
以
外
の
法
人
　
次
に
掲
げ
る

場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
割
合
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イ
　
政
令
第
九
条
の
六
の
二
第
一
項
、
第
九
条
の
六

の
三
第
一
項
、
第
九
条
の
七
第
六
項
及
び
第
二
十

八
項
並
び
に
第
九
条
の
七
の
二
第
二
項
の
関
係
道

府
県
に
係
る
場
合
（
ロ
に
該
当
す
る
場
合
を
除

く
。
）
　
当
該
関
係
道
府
県
が
課
す
る
道
府
県
民
税

の
法
人
税
割
の
税
率
に
相
当
す
る
割
合

ロ
　
特
別
区
の
存
す
る
区
域
に
お
い
て
都
民
税
の
法

人
税
割
を
課
す
る
都
に
係
る
場
合
　
特
別
区
の
存

す
る
区
域
以
外
の
区
域
に
お
い
て
当
該
都
が
課
す

る
都
民
税
の
法
人
税
割
の
税
率
に
相
当
す
る
割
合

二
　
二
以
上
の
道
府
県
に
お
い
て
事
務
所
又
は
事
業
所

を
有
す
る
法
人
で
特
別
区
の
存
す
る
区
域
に
お
い
て

事
務
所
又
は
事
業
所
を
有
し
な
い
も
の
　
政
令
第
九

条
の
六
の
二
第
一
項
、
第
九
条
の
六
の
三
第
一
項
、

第
九
条
の
七
第
六
項
及
び
第
二
十
八
項
並
び
に
第
九

条
の
七
の
二
第
二
項
の
関
係
道
府
県
が
課
す
る
道
府

県
民
税
の
法
人
税
割
の
税
率
に
相
当
す
る
割
合

２
　
政
令
第
九
条
の
七
第
十
五
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令

で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
政
令
第
九
条
の
七
第
八
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け

よ
う
と
す
る
内
国
法
人
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る

内
国
法
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

又
は
外
国
法
人
（
同
条
第
八
項
に
規
定
す
る
外
国
法

人
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
名

称
、
事
務
所
又
は
事
業
所
所
在
地
（
二
以
上
の
道
府

県
に
お
い
て
事
務
所
又
は
事
業
所
を
有
す
る
内
国
法

人
又
は
外
国
法
人
に
あ
つ
て
は
、
当
該
内
国
法
人
又

は
外
国
法
人
の
主
た
る
事
務
所
又
は
事
業
所
所
在

地
）
及
び
法
人
番
号
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

二
　
適
格
分
割
等
（
政
令
第
九
条
の
七
第
八
項
に
規
定

す
る
適
格
分
割
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
係
る
分
割
法
人
等
（
同
項
に
規
定
す
る

分
割
法
人
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
第
二

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
名
称
、
事
務
所
又
は
事
業

所
所
在
地
（
二
以
上
の
道
府
県
に
お
い
て
事
務
所
又

は
事
業
所
を
有
す
る
分
割
法
人
等
に
あ
つ
て
は
、
当

該
分
割
法
人
等
の
主
た
る
事
務
所
又
は
事
業
所
所
在

地
。
次
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
法
人
番

号
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

三
　
適
格
分
割
等
の
日

四
　
政
令
第
九
条
の
七
第
八
項
（
同
項
第
二
号
に
係
る

部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
内
国
法
人

又
は
外
国
法
人
の
同
条
第
十
項
各
号
に
定
め
る
事
業

年
度
の
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
控
除
限
度
超
過
額

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
控
除
限
度
超
過
額
」
と

い
う
。
）
と
み
な
さ
れ
る
金
額
及
び
当
該
金
額
の
計

算
に
関
す
る
明
細

五
　
政
令
第
九
条
の
七
第
八
項
（
同
項
第
二
号
に
係
る

部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
内
国
法
人

又
は
外
国
法
人
の
同
条
第
十
項
各
号
に
定
め
る
事
業

年
度
の
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
道
府
県
民
税
の
控

除
余
裕
額
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
条
の
二
の
六
に

お
い
て
「
道
府
県
民
税
の
控
除
余
裕
額
」
と
い
う
。
）

と
み
な
さ
れ
る
金
額
及
び
当
該
金
額
の
計
算
に
関
す

る
明
細

六
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

３
　
政
令
第
九
条
の
七
第
二
十
五
項
に
規
定
す
る
総
務
省

令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
政
令
第
九
条
の
七
第
二
十
項
の
規
定
の
適
用
を
受

け
よ
う
と
す
る
所
得
等
申
告
法
人
（
同
条
第
十
九
項

に
規
定
す
る
所
得
等
申
告
法
人
を
い
う
。
以
下
こ
の

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
名
称
、
事
務
所
又
は
事
業

所
所
在
地
（
二
以
上
の
道
府
県
に
お
い
て
事
務
所
又

は
事
業
所
を
有
す
る
所
得
等
申
告
法
人
に
あ
つ
て

は
、
当
該
所
得
等
申
告
法
人
の
主
た
る
事
務
所
又
は

事
業
所
所
在
地
）
及
び
法
人
番
号
並
び
に
代
表
者
の

氏
名

二
　
適
格
分
割
等
に
係
る
分
割
法
人
等
の
名
称
、
事
務

所
又
は
事
業
所
所
在
地
及
び
法
人
番
号
並
び
に
代
表

者
の
氏
名

三
　
適
格
分
割
等
の
日

四
　
政
令
第
九
条
の
七
第
二
十
項
（
同
項
第
二
号
に
係

る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
所
得
等

申
告
法
人
の
同
条
第
二
十
二
項
各
号
に
定
め
る
事
業

年
度
の
同
条
第
十
九
項
に
規
定
す
る
控
除
未
済
外
国

法
人
税
等
額
（
第
五
項
第
二
号
に
お
い
て
「
控
除
未

済
外
国
法
人
税
等
額
」
と
い
う
。
）
と
み
な
さ
れ
る

金
額
及
び
当
該
金
額
の
計
算
に
関
す
る
明
細

五
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

４
　
前
項
の
規
定
は
、
政
令
第
九
条
の
七
の
二
第
一
項
に

お
い
て
準
用
す
る
政
令
第
九
条
の
七
第
二
十
五
項
に
規

定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
第
一
号
中
「
政
令
」

と
あ
る
の
は
「
政
令
第
九
条
の
七
の
二
第
一
項
に
お
い

て
準
用
す
る
政
令
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
政
令
」
と

あ
る
の
は
「
政
令
第
九
条
の
七
の
二
第
一
項
に
お
い
て

準
用
す
る
政
令
」
と
、
「
控
除
未
済
外
国
法
人
税
等
額

（
第
五
項
第
二
号
に
お
い
て
「
控
除
未
済
外
国
法
人
税

等
額
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
控
除
未
済
税
額
控

除
不
足
額
相
当
額
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

５
　
政
令
第
九
条
の
七
第
二
十
九
項
に
規
定
す
る
総
務
省

令
で
定
め
る
金
額
は
、
法
第
五
十
三
条
第
三
十
八
項
の

規
定
に
よ
る
控
除
を
し
よ
う
と
す
る
事
業
年
度
に
お
い

て
課
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
外
国
の
法
人
税
等
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
外
国
の
法
人
税
等
」
と
い
う
。
）

の
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
に

係
る
部
分
の
金
額
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る

金
額
と
す
る
。

一
　
政
令
第
九
条
の
七
第
二
項
又
は
第
七
項
　
控
除
限

度
超
過
額
又
は
同
項
に
規
定
す
る
国
税
の
控
除
余
裕

額
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
条
の
二
の
六
に
お
い
て

「
国
税
の
控
除
余
裕
額
」
と
い
う
。
）
、
道
府
県
民
税

の
控
除
余
裕
額
若
し
く
は
政
令
第
九
条
の
七
第
七
項

に
規
定
す
る
市
町
村
民
税
の
控
除
余
裕
額
（
以
下
こ

の
条
及
び
第
十
条
の
二
の
六
に
お
い
て
「
市
町
村
民

税
の
控
除
余
裕
額
」
と
い
う
。
）
に
係
る
事
業
年
度

の
う
ち

も
古
い
事
業
年
度
以
後
の
各
事
業
年
度
の

政
令
第
九
条
の
七
第
二
項
に
規
定
す
る
国
税
の
控
除

限
度
額
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
条
の
二
の
六
に
お

い
て
「
国
税
の
控
除
限
度
額
」
と
い
う
。
）
、
政
令
第

九
条
の
七
第
二
項
に
規
定
す
る
道
府
県
民
税
の
控
除

限
度
額
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
条
の
二
の
六
に
お

い
て
「
道
府
県
民
税
の
控
除
限
度
額
」
と
い
う
。
）

及
び
政
令
第
九
条
の
七
第
七
項
に
規
定
す
る
市
町
村

民
税
の
控
除
限
度
額
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
条
の

二
の
六
に
お
い
て
「
市
町
村
民
税
の
控
除
限
度
額
」

と
い
う
。
）
の
合
計
額
並
び
に
当
該
各
事
業
年
度
に

お
い
て
課
さ
れ
た
外
国
の
法
人
税
等
の
額

二
　
政
令
第
九
条
の
七
第
十
九
項
　
控
除
未
済
外
国
法

人
税
等
額
に
係
る
事
業
年
度
の
う
ち

も
古
い
事
業

年
度
以
後
の
各
事
業
年
度
に
お
け
る
法
人
税
割
額
の

計
算
上
法
第
五
十
三
条
第
三
十
八
項
の
規
定
に
よ
り

控
除
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
外
国
の
法
人
税
等
の
額

６
　
政
令
第
九
条
の
七
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
総
務
省

令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一
　
税
額
控
除
不
足
額
相
当
額
（
法
第
五
十
三
条
第
四

十
二
項
（
同
条
第
四
十
七
項
及
び
第
四
十
八
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
次

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
税
額
控
除
不
足

額
相
当
額
を
い
う
。
次
号
及
び
次
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
控
除
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

二
　
税
額
控
除
不
足
額
相
当
額
に
係
る
過
去
適
用
事
業

年
度
（
法
第
五
十
三
条
第
四
十
二
項
に
規
定
す
る
過

去
適
用
事
業
年
度
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
過
去
当
初
申
告
税
額
控
除
額
（
同
項
に

規
定
す
る
過
去
当
初
申
告
税
額
控
除
額
を
い
う
。
第

八
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
税
額
控
除
額

（
法
第
五
十
三
条
第
三
十
九
項
に
規
定
す
る
税
額
控

除
額
を
い
う
。
次
号
及
び
第
八
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
控
除
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

三
　
対
象
前
各
事
業
年
度
（
法
第
五
十
三
条
第
四
十
二

項
に
規
定
す
る
対
象
前
各
事
業
年
度
を
い
う
。
以
下

こ
の
号
及
び
第
八
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

お
い
て
前
号
の
過
去
適
用
事
業
年
度
に
係
る
税
額
控

除
額
に
つ
き
同
条
第
四
十
二
項
又
は
第
四
十
三
項
の

規
定
の
適
用
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
対
象
前
各

事
業
年
度
に
お
け
る
同
条
第
四
十
二
項
の
規
定
に
よ

る
控
除
及
び
同
条
第
四
十
三
項
の
規
定
に
よ
る
加
算

に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

７
　
政
令
第
九
条
の
七
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
総
務
省

令
で
定
め
る
金
額
は
、
次
に
掲
げ
る
金
額
と
す
る
。
た

だ
し
、
同
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
政
令
第
九
条

の
七
第
十
九
項
の
規
定
に
係
る
部
分
の
金
額
に
つ
い
て

は
、
同
項
に
規
定
す
る
控
除
未
済
税
額
控
除
不
足
額
相

当
額
に
係
る
事
業
年
度
の
う
ち

も
古
い
事
業
年
度
以

後
の
各
事
業
年
度
に
お
け
る
法
人
税
割
額
の
計
算
上
法

第
五
十
三
条
第
四
十
二
項
の
規
定
に
よ
り
控
除
す
る
こ

と
と
さ
れ
た
税
額
控
除
不
足
額
相
当
額
と
す
る
。

一
　
法
第
五
十
三
条
第
四
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
控
除

を
受
け
る
べ
き
金
額
に
係
る
過
去
適
用
事
業
年
度
の

外
国
の
法
人
税
等
の
額

二
　
前
号
の
過
去
適
用
事
業
年
度
に
お
け
る
控
除
限
度

超
過
額
又
は
国
税
の
控
除
余
裕
額
、
道
府
県
民
税
の

控
除
余
裕
額
若
し
く
は
市
町
村
民
税
の
控
除
余
裕
額

に
係
る
事
業
年
度
の
う
ち

も
古
い
事
業
年
度
以
後

の
各
事
業
年
度
の
国
税
の
控
除
限
度
額
、
道
府
県
民

税
の
控
除
限
度
額
及
び
市
町
村
民
税
の
控
除
限
度
額

の
合
計
額
並
び
に
当
該
各
事
業
年
度
に
お
い
て
課
さ

れ
た
外
国
の
法
人
税
等
の
額

８
　
政
令
第
九
条
の
七
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
総
務
省

令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一
　
税
額
控
除
超
過
額
相
当
額
（
法
第
五
十
三
条
第
四

十
三
項
（
同
条
第
四
十
七
項
及
び
第
四
十
八
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
第
一
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
税
額
控
除
超
過
額
相
当
額

を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
加
算
に
関
す

る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

二
　
税
額
控
除
超
過
額
相
当
額
に
係
る
過
去
適
用
事
業

年
度
の
過
去
当
初
申
告
税
額
控
除
額
及
び
税
額
控
除

額
の
控
除
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

三
　
対
象
前
各
事
業
年
度
に
お
い
て
前
号
の
過
去
適
用

事
業
年
度
に
係
る
税
額
控
除
額
に
つ
き
法
第
五
十
三

条
第
四
十
二
項
又
は
第
四
十
三
項
の
規
定
の
適
用
が

あ
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
対
象
前
各
事
業
年
度
に
お

け
る
同
条
第
四
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
及
び
同

条
第
四
十
三
項
の
規
定
に
よ
る
加
算
に
関
す
る
事
項

を
記
載
し
た
書
類

９
　
政
令
第
九
条
の
七
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
総
務
省

令
で
定
め
る
金
額
は
、
次
に
掲
げ
る
金
額
と
す
る
。
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一
　
法
第
五
十
三
条
第
四
十
三
項
の
規
定
に
よ
り
加
算

さ
れ
る
べ
き
金
額
に
係
る
過
去
適
用
事
業
年
度
の
外

国
の
法
人
税
等
の
額

二
　
前
号
の
過
去
適
用
事
業
年
度
に
お
け
る
控
除
限
度

超
過
額
又
は
国
税
の
控
除
余
裕
額
、
道
府
県
民
税
の

控
除
余
裕
額
若
し
く
は
市
町
村
民
税
の
控
除
余
裕
額

に
係
る
事
業
年
度
の
う
ち

も
古
い
事
業
年
度
以
後

の
各
事
業
年
度
の
国
税
の
控
除
限
度
額
、
道
府
県
民

税
の
控
除
限
度
額
及
び
市
町
村
民
税
の
控
除
限
度
額

の
合
計
額
並
び
に
当
該
各
事
業
年
度
に
お
い
て
課
さ

れ
た
外
国
の
法
人
税
等
の
額

（
法
令
の
規
定
に
よ
る
整
理
手
続
に
よ
ら
な
い
負
債
整

理
計
画
の
決
定
等
）

第
三
条
の
二
の
二
　
政
令
第
九
条
の
八
の
五
第
三
号
に
規

定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も

の
と
す
る
。

一
　
債
権
者
集
会
の
協
議
決
定
で
合
理
的
な
基
準
に
よ

り
債
務
者
の
負
債
整
理
を
定
め
て
い
る
も
の

二
　
行
政
機
関
、
金
融
機
関
そ
の
他
第
三
者
の
あ
つ
せ

ん
に
よ
る
当
事
者
間
の
協
議
に
よ
る
前
号
に
準
ず
る

内
容
の
契
約
の
締
結

２
　
法
第
五
十
三
条
第
五
十
七
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令

で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
請
求
を
す
る
法
人
の
名
称
、
主
た
る
事
務
所
又
は

事
業
所
の
所
在
地
及
び
法
人
番
号

二
　
請
求
を
す
る
法
人
の
代
表
者
の
氏
名
及
び
住
所
又

は
居
所

三
　
法
第
五
十
三
条
第
五
十
六
項
に
規
定
す
る
事
実
の

生
じ
た
日
及
び
当
該
事
実
の
詳
細

四
　
銀
行
又
は
郵
便
局
に
お
い
て
還
付
を
受
け
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
当
該
銀
行
又
は
郵
便
局
の
名
称
及
び

所
在
地

五
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

（
法
第
五
十
三
条
第
六
十
一
項
の
届
出
）

第
三
条
の
三
　
法
第
五
十
三
条
第
一
項
前
段
に
規
定
す
る

法
人
の
う
ち
法
人
税
法
第
七
十
四
条
第
一
項
又
は
第
百

四
十
四
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
法
人
税
に
係
る

申
告
書
を
提
出
す
る
義
務
が
あ
る
法
人
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
処
分
、
届
出
又
は
失
効
の
区
分
に
応
じ
、
当

該
各
号
に
掲
げ
る
日
ま
で
に
、
法
第
五
十
三
条
第
六
十

一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
法
人
税
法
第
七
十
五
条
の
二
第
一
項
（
同
法
第
百

四
十
四
条
の
八
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
申

告
書
の
提
出
期
限
の
延
長
の
処
分
（
同
法
第
七
十
五

条
の
二
第
八
項
（
同
法
第
百
四
十
四
条
の
八
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
十
五
条
第

五
項
又
は
同
法
第
七
十
五
条
の
二
第
十
一
項
第
二
号

の
規
定
に
よ
り
当
該
提
出
期
限
の
延
長
が
さ
れ
た
も

の
と
み
な
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
及
び

第
三
項
に
お
い
て
「
提
出
期
限
の
延
長
の
処
分
」
と

い
う
。
）
又
は
同
条
第
二
項
（
同
法
第
百
四
十
四
条

の
八
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
よ
る
同
法
第
七
十
五
条
の
二
第
一
項
各
号
の
指

定
、
こ
れ
ら
の
指
定
の
取
消
し
若
し
く
は
こ
れ
ら
の

指
定
に
係
る
月
数
の
変
更
の
処
分
（
同
条
第
八
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
十
五
条
第
五
項
の
規
定

に
よ
り
当
該
提
出
期
限
の
延
長
が
さ
れ
た
も
の
と
み

な
さ
れ
た
場
合
又
は
同
法
第
七
十
五
条
の
二
第
十
一

項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
ら
の
指
定
、
こ
れ
ら

の
指
定
の
取
消
し
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
指
定
に
係
る

月
数
の
変
更
が
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
場
合
を

含
む
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
指
定

等
の
処
分
」
と
い
う
。
）
　
当
該
提
出
期
限
の
延
長
の

処
分
又
は
当
該
指
定
等
の
処
分
に
係
る
事
業
年
度
終

了
の
日
か
ら
二
十
二
日
以
内

二
　
法
人
税
法
第
七
十
五
条
の
二
第
五
項
（
同
法
第
百

四
十
四
条
の
八
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の
提
出
期
限
の
延
長
の
処
分

に
つ
い
て
の
取
消
し
又
は
変
更
の
処
分
（
同
法
第
七

十
五
条
の
二
第
十
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
当
該

申
告
書
の
提
出
期
限
の
延
長
の
処
分
に
つ
い
て
の
取

消
し
又
は
変
更
の
処
分
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ

た
場
合
を
含
む
。
）
　
当
該
取
消
し
又
は
変
更
の
処
分

の
あ
つ
た
日
の
属
す
る
事
業
年
度
終
了
の
日
か
ら
二

十
二
日
以
内

三
　
法
人
税
法
第
七
十
五
条
の
二
第
七
項
（
同
法
第
百

四
十
四
条
の
八
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
る
同
項
の
届
出
（
同
法
第
七
十
五
条
の

二
第
十
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
七
項
の

届
出
書
を
提
出
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
場
合
を
含

む
。
）
　
同
項
の
届
出
書
を
提
出
し
た
日
の
属
す
る
事

業
年
度
終
了
の
日
か
ら
二
十
二
日
以
内

四
　
法
人
税
法
第
七
十
五
条
の
二
第
十
一
項
第
五
号
又

は
第
六
号
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の
提
出
期
限
の
延

長
の
処
分
の
失
効
　
当
該
失
効
の
あ
つ
た
日
の
属
す

る
事
業
年
度
終
了
の
日
か
ら
二
十
二
日
以
内

２
　
通
算
親
法
人
（
法
人
税
法
第
二
条
第
十
二
号
の
六
の

七
に
規
定
す
る
通
算
親
法
人
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
係
る
前
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
同
号
中
「
に
係
る
事
業
年
度
終
了
の
日
か
ら
二

十
二
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
が
あ
つ
た
日
か
ら
七
日
」

と
す
る
。

３
　
通
算
親
法
人
に
対
し
て
提
出
期
限
の
延
長
の
処
分
又

は
指
定
等
の
処
分
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
法
人
税
法

第
七
十
五
条
の
二
第
十
一
項
第
二
号
の
他
の
通
算
法
人

に
係
る
第
一
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

同
号
中
「
に
係
る
事
業
年
度
終
了
の
日
か
ら
二
十
二

日
」
と
あ
る
の
は
、
「
が
あ
つ
た
日
か
ら
七
日
」
と
す

る
。

（
地
方
税
関
係
手
続
用
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申

告
及
び
地
方
税
関
係
手
続
用
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ

る
申
告
が
困
難
で
あ
る
場
合
の
特
例
）

第
三
条
の
三
の
二
　
法
第
五
十
三
条
第
六
十
五
項
の
規
定

に
よ
り
同
項
の
申
告
（
以
下
こ
の
項
か
ら
第
三
項
ま
で

に
お
い
て
「
特
定
申
告
」
と
い
う
。
）
を
行
う
内
国
法

人
は
、
同
条
第
六
十
五
項
に
規
定
す
る
申
告
書
記
載
事

項
又
は
同
項
に
規
定
す
る
添
付
書
類
記
載
事
項
を
、
特

定
申
告
を
行
う
内
国
法
人
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機

（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
）
か
ら
入
力
し
て
、
特
定
申
告

を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
申
告
を
行
う
内
国
法
人

は
、
当
該
特
定
申
告
の
情
報
に
第
二
十
四
条
の
三
十
九

第
五
項
第
一
号
に
規
定
す
る
電
子
署
名
（
当
該
内
国
法

人
の
代
表
者
が
あ
ら
か
じ
め
地
方
税
共
同
機
構
を
通
じ

て
道
府
県
知
事
に
当
該
特
定
申
告
の
提
出
の
委
任
に
関

す
る
届
出
を
行
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
委
任
を
受
け
た

者
（
当
該
内
国
法
人
の
役
員
及
び
職
員
に
限
る
。
）
の

も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
電
子
署
名
」

と
い
う
。
）
を
行
い
、
当
該
電
子
署
名
を
行
つ
た
者
を

確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
証
す
る
電
子
証
明
書

（
同
条
第
五
項
第
二
号
に
規
定
す
る
電
子
証
明
書
を
い

う
。
）
と
併
せ
て
こ
れ
を
送
信
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
申
告
を
行
う
内
国
法
人

は
、
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
お
け
る
安
全
性
及
び

信
頼
性
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
基
準
と
し
て
総
務

大
臣
が
定
め
る
基
準
に
従
つ
て
特
定
申
告
を
行
う
も
の

と
す
る
。

４
　
法
第
五
十
三
条
第
六
十
五
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る

総
務
省
令
で
定
め
る
記
録
用
の
媒
体
は
、
同
項
に
規
定

す
る
添
付
書
類
記
載
事
項
の
法
第
二
十
六
条
第
一
項
に

規
定
す
る
電
磁
的
記
録
を
記
録
し
た
光
デ
ィ
ス
ク
又
は

磁
気
デ
ィ
ス
ク
と
す
る
。

５
　
法
第
五
十
三
条
第
六
十
九
項
後
段
に
規
定
す
る
総
務

省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
同
条
第
六
十
五
項
の
内
国
法

人
が
、
法
人
税
法
第
七
十
五
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
同
項
の
申
請
書
を
同
項
に
規
定
す
る
納
税
地
の
所

轄
税
務
署
長
に
提
出
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

と
す
る
。

６
　
法
第
五
十
三
条
第
七
十
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で

定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
申
請
を
す
る
内
国
法
人
の
名
称
、
事
務
所
、
事
業

所
又
は
寮
等
所
在
の
道
府
県
及
び
法
人
番
号

二
　
代
表
者
の
氏
名

三
　
電
気
通
信
回
線
の
故
障
、
災
害
そ
の
他
の
理
由
に

よ
り
法
第
五
十
三
条
第
六
十
九
項
に
規
定
す
る
地
方

税
関
係
手
続
用
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
こ

と
が
困
難
で
あ
る
事
情
が
生
じ
た
日

四
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

７
　
法
第
五
十
三
条
第
七
十
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で

定
め
る
書
類
は
、
電
気
通
信
回
線
の
故
障
、
災
害
そ
の

他
の
理
由
に
よ
り
同
条
第
六
十
九
項
に
規
定
す
る
地
方

税
関
係
手
続
用
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
こ
と

が
困
難
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
と
す
る
。

８
　
法
第
五
十
三
条
第
七
十
六
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令

で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
届
出
を
す
る
内
国
法
人
の
名
称
、
事
務
所
、
事
業

所
又
は
寮
等
所
在
の
道
府
県
及
び
法
人
番
号

二
　
代
表
者
の
氏
名

三
　
法
第
五
十
三
条
第
六
十
九
項
の
承
認
を
受
け
た
日

又
は
そ
の
承
認
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
日

四
　
法
第
五
十
三
条
第
七
十
六
項
の
規
定
の
適
用
を
や

め
よ
う
と
す
る
理
由

五
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

（
租
税
条
約
に
基
づ
く
申
立
て
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お

け
る
法
人
の
道
府
県
民
税
の
徴
収
猶
予
の
申
請
書
類
）

第
三
条
の
四
　
政
令
第
九
条
の
九
の
四
第
三
項
の
規
定
に

よ
る
申
請
書
の
様
式
は
、
第
十
号
の
五
様
式
と
す
る
。

２
　
政
令
第
九
条
の
九
の
四
第
三
項
に
規
定
す
る
総
務
省

令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一
　
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
の
申
立
て
を
し
た
こ

と
を
証
す
る
書
類

二
　
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
申
告
納

付
す
べ
き
法
人
税
割
額
又
は
更
正
若
し
く
は
決
定
に

よ
り
納
付
す
べ
き
法
人
税
割
額
が
、
租
税
特
別
措
置

法
第
六
十
六
条
の
四
第
二
十
七
項
第
一
号
（
同
法
第

六
十
六
条
の
四
の
三
第
十
四
項
又
は
第
六
十
七
条
の

十
八
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

に
掲
げ
る
更
正
決
定
に
係
る
法
人
税
額
に
基
づ
く
も

の
で
あ
る
こ
と
及
び
同
法
第
六
十
六
条
の
四
第
二
十

七
項
第
三
号
（
同
法
第
六
十
六
条
の
四
の
三
第
十
四

項
又
は
第
六
十
七
条
の
十
八
第
十
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
掲
げ
る
地
方
法
人
税
に

係
る
更
正
決
定
に
伴
い
変
更
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ

と
並
び
に
前
号
の
申
立
て
に
係
る
条
約
相
手
国
等

（
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
条
約
相

手
国
等
を
い
う
。
）
と
の
間
の
相
互
協
議
（
法
第
五

十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
相
互
協
議
を
い
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う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
対
象
で
あ
る
こ
と

を
明
ら
か
に
す
る
書
類

三
　
政
令
第
九
条
の
九
の
四
第
三
項
第
四
号
に
規
定
す

る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
に
は
、
供
託
書
の
正
本
、

抵
当
権
を
設
定
す
る
た
め
に
必
要
な
書
類
、
保
証
人

の
保
証
を
証
す
る
書
面
そ
の
他
の
担
保
の
提
供
に
関

す
る
書
類

（
法
第
五
十
五
条
の
三
に
規
定
す
る
国
税
庁
長
官
の
通

知
）

第
三
条
の
四
の
二
　
法
第
五
十
五
条
の
三
第
一
項
に
規
定

す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

と
す
る
。

一
　
租
税
条
約
（
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定

す
る
租
税
条
約
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
規
定
す
る
申
立
て
を
し
た
法
人
の
名
称
、

代
表
者
、
主
た
る
事
務
所
又
は
事
業
所
の
所
在
地
及

び
法
人
番
号

二
　
前
号
の
申
立
て
が
行
わ
れ
た
日

三
　
第
一
号
の
申
立
て
に
係
る
法
人
税
額
（
法
第
五
十

五
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
法
人
税
額
を
い
う
。
）

及
び
次
号
に
規
定
す
る
地
方
法
人
税
額
の
事
業
年
度

四
　
第
一
号
の
申
立
て
に
係
る
地
方
法
人
税
額
（
租
税

特
別
措
置
法
第
六
十
六
条
の
四
第
二
十
七
項
第
三
号

に
掲
げ
る
更
正
決
定
に
係
る
地
方
法
人
税
額
を
い

う
。
）

五
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

２
　
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令

で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
租
税
条
約
に
規
定
す
る
申
立
て
を
し
た
法
人
の
名

称
、
代
表
者
、
主
た
る
事
務
所
又
は
事
業
所
の
所
在

地
及
び
法
人
番
号

二
　
前
号
の
申
立
て
に
係
る
相
互
協
議
に
お
い
て
政
令

第
九
条
の
九
の
四
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該

当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日

三
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

３
　
法
第
五
十
五
条
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令

で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
租
税
条
約
に
規
定
す
る
申
立
て
を
し
た
法
人
の
名

称
、
代
表
者
、
主
た
る
事
務
所
又
は
事
業
所
の
所
在

地
及
び
法
人
番
号

二
　
前
号
の
申
立
て
に
係
る
相
互
協
議
に
お
い
て
法
第

五
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
合
意
が
行
わ
れ

た
日

三
　
前
号
の
合
意
に
基
づ
く
法
人
税
額
（
法
第
五
十
五

条
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
法
人
税
額
を
い
う
。
）

及
び
次
号
に
規
定
す
る
地
方
法
人
税
額
の
事
業
年
度

四
　
第
二
号
の
合
意
に
基
づ
く
地
方
法
人
税
額
（
当
該

合
意
に
基
づ
く
国
税
通
則
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律

第
六
十
六
号
）
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
更
正
に

係
る
地
方
法
人
税
額
を
い
う
。
）

五
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

（
課
税
標
準
の
分
割
の
基
準
で
あ
る
従
業
者
の
定
義
）

第
三
条
の
五
　
法
第
五
十
七
条
第
二
項
の
従
業
者
と
は
、

俸
給
、
給
料
、
賃
金
、
手
当
、
賞
与
そ
の
他
こ
れ
ら
の

性
質
を
有
す
る
給
与
の
支
払
を
受
け
る
べ
き
者
を
い

う
。

第
三
条
の
六
　
削
除

（
利
子
等
に
係
る
道
府
県
民
税
に
係
る
納
入
申
告
書
等

の
様
式
）

第
三
条
の
七
　
法
第
七
十
一
条
の
十
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
道
府
県
知
事
に
提
出
す
べ
き
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

る
申
告
書
等
の
様
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
下
欄
に
掲
げ

る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
同
表
に
掲

げ
る
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
や
む
を
得
な
い
事

情
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
総
務
大
臣
が
別
に

様
式
を
定
め
た
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
様
式
に
よ
る

こ
と
が
で
き
る
。

申
告
書
等
の
種
類

様
式

（
一
）
　
道
府
県
民
税
利
子
割
納

入
申
告
書

第
十
二
号
の
三
様
式

（
二
）
　
道
府
県
民
税
利
子
割
特

別
徴
収
税
額
計
算
書

第
十
二
号
の
四
様
式
、

第
十
二
号
の
四
の
二
様

式
又
は
第
十
二
号
の
四

の
三
様
式

（
三
）
　
道
府
県
民
税
利
子
割
特

別
徴
収
税
額
営
業
所
等
別
明
細

書

第
十
二
号
の
五
様
式

２
　
利
子
等
に
係
る
道
府
県
民
税
の
特
別
徴
収
義
務
者
が

当
該
特
別
徴
収
に
係
る
納
入
金
を
納
入
す
る
場
合
（
口

座
振
替
の
方
法
又
は
法
第
七
百
四
十
七
条
の
六
第
二
項

に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
納
入
す
る
場
合
を
除
く
。
）

に
は
、
当
該
納
入
金
に
第
十
二
号
の
六
様
式
に
よ
る
納

入
書
（
当
該
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
や
む
を
得

な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
総
務
大

臣
が
別
の
様
式
を
定
め
た
と
き
は
、
当
該
様
式
に
よ
る

納
入
書
）
（
当
該
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し

た
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
）
を
添
え
て
納
入
す
る
も
の

と
す
る
。

（
法
第
七
十
一
条
の
二
十
六
第
二
項
の
個
人
の
道
府
県

民
税
の
額
）

第
三
条
の
八
　
法
第
七
十
一
条
の
二
十
六
第
二
項
の
当
該

市
町
村
に
係
る
個
人
の
道
府
県
民
税
の
額
は
、
地
方
自

治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三

十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
調
製
さ
れ
た
道
府
県
の

決
算
に
係
る
個
人
の
道
府
県
民
税
の
額
の
う
ち
当
該
市

町
村
か
ら
法
第
四
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
道
府

県
に
払
い
込
ま
れ
た
個
人
の
道
府
県
民
税
の
額
に
相
当

す
る
部
分
の
額
と
す
る
。

（
政
令
第
九
条
の
十
五
第
一
項
の
所
得
割
）

第
三
条
の
九
　
政
令
第
九
条
の
十
五
第
一
項
に
規
定
す
る

総
務
省
令
で
定
め
る
所
得
割
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と

す
る
。

一
　
賦
課
期
日
現
在
に
お
い
て
地
方
自
治
法
第
二
百
五

十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
市
（
以
下
こ
の
条
か
ら
第

三
条
の
十
三
の
二
ま
で
に
お
い
て
「
指
定
都
市
」
と

い
う
。
）
の
区
域
内
に
住
所
を
有
し
た
納
税
義
務
者

に
対
し
て
課
し
た
所
得
割
（
法
第
五
十
条
の
二
の
規

定
に
よ
り
課
し
た
所
得
割
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
及

び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
。
た
だ
し
、
当
該
指
定
都

市
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
が
指
定
都
市
以
外
の
市

町
村
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
と
な
つ
た
場
合
に

は
、
当
該
指
定
都
市
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
か
ら

指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部

と
な
つ
た
区
域
に
住
所
を
有
し
た
納
税
義
務
者
に
対

し
て
課
し
た
所
得
割
で
あ
つ
て
、
当
該
指
定
都
市
の

区
域
の
全
部
又
は
一
部
が
指
定
都
市
以
外
の
市
町
村

の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
と
な
つ
た
日
か
ら
五
年
を

経
過
す
る
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
（
当
該
経
過

す
る
日
が
四
月
一
日
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
経
過

す
る
日
の
属
す
る
年
度
）
以
後
の
年
度
の
各
月
に
お

い
て
道
府
県
に
払
い
込
ま
れ
た
も
の
（
当
該
月
の
属

す
る
年
度
の
初
日
に
お
い
て
引
き
続
き
指
定
都
市
以

外
の
市
町
村
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
で
あ
る
区
域

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

二
　
賦
課
期
日
現
在
に
お
い
て
指
定
都
市
以
外
の
市
町

村
の
区
域
内
に
住
所
を
有
し
た
納
税
義
務
者
に
対
し

て
課
し
た
所
得
割
で
あ
つ
て
、
当
該
指
定
都
市
以
外

の
市
町
村
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
が
指
定
都
市
の

区
域
の
全
部
又
は
一
部
と
な
つ
た
日
か
ら
五
年
を
経

過
す
る
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
（
当
該
経
過
す

る
日
が
四
月
一
日
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
経
過
す

る
日
の
属
す
る
年
度
）
以
後
の
年
度
の
各
月
に
お
い

て
道
府
県
に
払
い
込
ま
れ
た
も
の
（
当
該
月
の
属
す

る
年
度
の
初
日
に
お
い
て
引
き
続
き
指
定
都
市
の
区

域
の
全
部
又
は
一
部
で
あ
る
区
域
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）

（
特
定
配
当
等
に
係
る
道
府
県
民
税
に
係
る
納
入
申
告

書
等
の
様
式
）

第
三
条
の
十
　
法
第
七
十
一
条
の
三
十
一
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
道
府
県
知
事
に
提
出
す
べ
き
次
の
表
の
上
欄
に

掲
げ
る
申
告
書
等
の
様
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
下
欄
に

掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
同
表

に
掲
げ
る
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
や
む
を
得
な

い
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
総
務
大
臣
が

別
に
様
式
を
定
め
た
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
様
式
に

よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

申
告
書
等
の
種
類

様
式

（
一
）
　
道
府
県
民
税
配
当
割
納
入
申

告
書

第
十
二
号
の
七

様
式

（
二
）
　
道
府
県
民
税
配
当
割
特
別
徴
収

税
額
計
算
書

第
十
二
号
の
八

様
式

２
　
特
定
配
当
等
に
係
る
道
府
県
民
税
の
特
別
徴
収
義
務

者
が
当
該
特
別
徴
収
に
係
る
納
入
金
を
納
入
す
る
場
合

（
口
座
振
替
の
方
法
又
は
法
第
七
百
四
十
七
条
の
六
第

二
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
納
入
す
る
場
合
を
除

く
。
）
に
は
、
当
該
納
入
金
に
第
十
二
号
の
九
様
式
に

よ
る
納
入
書
（
当
該
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
や

む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、

総
務
大
臣
が
別
の
様
式
を
定
め
た
と
き
は
、
当
該
様
式

に
よ
る
納
入
書
）
（
当
該
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
を

記
録
し
た
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
）
を
添
え
て
納
入
す

る
も
の
と
す
る
。

（
法
第
七
十
一
条
の
四
十
七
第
二
項
の
個
人
の
道
府
県

民
税
の
額
）

第
三
条
の
十
一
　
法
第
七
十
一
条
の
四
十
七
第
二
項
の
当

該
市
町
村
に
係
る
個
人
の
道
府
県
民
税
の
額
は
、
地
方

自
治
法
第
二
百
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
調
製

さ
れ
た
道
府
県
の
決
算
に
係
る
個
人
の
道
府
県
民
税
の

額
の
う
ち
当
該
市
町
村
か
ら
法
第
四
十
二
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
道
府
県
に
払
い
込
ま
れ
た
個
人
の
道
府
県

民
税
の
額
に
相
当
す
る
部
分
の
額
と
す
る
。

（
政
令
第
九
条
の
十
九
第
一
項
の
所
得
割
）

第
三
条
の
十
一
の
二
　
政
令
第
九
条
の
十
九
第
一
項
に
規

定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
所
得
割
は
、
次
に
掲
げ
る

も
の
と
す
る
。

一
　
賦
課
期
日
現
在
に
お
い
て
指
定
都
市
の
区
域
内
に

住
所
を
有
し
た
納
税
義
務
者
に
対
し
て
課
し
た
所
得

割
（
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
課
し
た
所
得

割
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
。
た
だ
し
、
当
該
指
定
都
市
の
区
域
の
全
部
又

は
一
部
が
指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
の
区
域
の
全
部

又
は
一
部
と
な
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
指
定
都
市
の

区
域
の
全
部
又
は
一
部
か
ら
指
定
都
市
以
外
の
市
町

村
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
と
な
つ
た
区
域
に
住
所

を
有
し
た
納
税
義
務
者
に
対
し
て
課
し
た
所
得
割
で

あ
つ
て
、
当
該
指
定
都
市
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部

が
指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
の
区
域
の
全
部
又
は
一

部
と
な
つ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る
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年
度
の
翌
年
度
（
当
該
経
過
す
る
日
が
四
月
一
日
で

あ
る
場
合
に
は
、
当
該
経
過
す
る
日
の
属
す
る
年

度
）
以
後
の
年
度
の
各
月
に
お
い
て
道
府
県
に
払
い

込
ま
れ
た
も
の
（
当
該
月
の
属
す
る
年
度
の
初
日
に

お
い
て
引
き
続
き
指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
の
区
域

の
全
部
又
は
一
部
で
あ
る
区
域
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

二
　
賦
課
期
日
現
在
に
お
い
て
指
定
都
市
以
外
の
市
町

村
の
区
域
内
に
住
所
を
有
し
た
納
税
義
務
者
に
対
し

て
課
し
た
所
得
割
で
あ
つ
て
、
当
該
指
定
都
市
以
外

の
市
町
村
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
が
指
定
都
市
の

区
域
の
全
部
又
は
一
部
と
な
つ
た
日
か
ら
五
年
を
経

過
す
る
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
（
当
該
経
過
す

る
日
が
四
月
一
日
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
経
過
す

る
日
の
属
す
る
年
度
）
以
後
の
年
度
の
各
月
に
お
い

て
道
府
県
に
払
い
込
ま
れ
た
も
の
（
当
該
月
の
属
す

る
年
度
の
初
日
に
お
い
て
引
き
続
き
指
定
都
市
の
区

域
の
全
部
又
は
一
部
で
あ
る
区
域
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）

（
特
定
株
式
等
譲
渡
所
得
金
額
に
係
る
道
府
県
民
税
に

係
る
納
入
申
告
書
等
の
様
式
）

第
三
条
の
十
二
　
法
第
七
十
一
条
の
五
十
一
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
道
府
県
知
事
に
提
出
す
べ
き
次
の
表
の
上
欄

に
掲
げ
る
申
告
書
等
の
様
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
下
欄

に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
同

表
に
掲
げ
る
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
や
む
を
得

な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
総
務
大
臣

が
別
に
様
式
を
定
め
た
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
様
式

に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

申
告
書
等
の
種
類

様
式

（
一
）
　
道
府
県
民
税
株
式
等
譲
渡
所
得

割
納
入
申
告
書

第
十
二
号
の
十

様
式

（
二
）
　
道
府
県
民
税
株
式
等
譲
渡
所
得

割
特
別
徴
収
税
額
計
算
書

第
十
二
号
の
十

一
様
式

２
　
特
定
株
式
等
譲
渡
所
得
金
額
に
係
る
道
府
県
民
税
の

特
別
徴
収
義
務
者
が
当
該
特
別
徴
収
に
係
る
納
入
金
を

納
入
す
る
場
合
（
口
座
振
替
の
方
法
又
は
法
第
七
百
四

十
七
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
納
入
す

る
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
当
該
納
入
金
に
第
十
二
号

の
十
二
様
式
に
よ
る
納
入
書
（
当
該
様
式
に
よ
る
こ
と

が
で
き
な
い
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
場

合
に
お
い
て
、
総
務
大
臣
が
別
の
様
式
を
定
め
た
と
き

は
、
当
該
様
式
に
よ
る
納
入
書
）
（
当
該
書
類
に
記
載

す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
）
を

添
え
て
納
入
す
る
も
の
と
す
る
。

（
法
第
七
十
一
条
の
六
十
七
第
二
項
の
個
人
の
道
府
県

民
税
の
額
）

第
三
条
の
十
三
　
法
第
七
十
一
条
の
六
十
七
第
二
項
の
当

該
市
町
村
に
係
る
個
人
の
道
府
県
民
税
の
額
は
、
地
方

自
治
法
第
二
百
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
調
製

さ
れ
た
道
府
県
の
決
算
に
係
る
個
人
の
道
府
県
民
税
の

額
の
う
ち
当
該
市
町
村
か
ら
法
第
四
十
二
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
道
府
県
に
払
い
込
ま
れ
た
個
人
の
道
府
県

民
税
の
額
に
相
当
す
る
部
分
の
額
と
す
る
。

（
政
令
第
九
条
の
二
十
三
第
一
項
の
所
得
割
）

第
三
条
の
十
三
の
二
　
政
令
第
九
条
の
二
十
三
第
一
項
に

規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
所
得
割
は
、
次
に
掲
げ

る
も
の
と
す
る
。

一
　
賦
課
期
日
現
在
に
お
い
て
指
定
都
市
の
区
域
内
に

住
所
を
有
し
た
納
税
義
務
者
に
対
し
て
課
し
た
所
得

割
（
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
課
し
た
所
得

割
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
。
た
だ
し
、
当
該
指
定
都
市
の
区
域
の
全
部
又

は
一
部
が
指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
の
区
域
の
全
部

又
は
一
部
と
な
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
指
定
都
市
の

区
域
の
全
部
又
は
一
部
か
ら
指
定
都
市
以
外
の
市
町

村
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
と
な
つ
た
区
域
に
住
所

を
有
し
た
納
税
義
務
者
に
対
し
て
課
し
た
所
得
割
で

あ
つ
て
、
当
該
指
定
都
市
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部

が
指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
の
区
域
の
全
部
又
は
一

部
と
な
つ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る

年
度
の
翌
年
度
（
当
該
経
過
す
る
日
が
四
月
一
日
で

あ
る
場
合
に
は
、
当
該
経
過
す
る
日
の
属
す
る
年

度
）
以
後
の
年
度
の
各
月
に
お
い
て
道
府
県
に
払
い

込
ま
れ
た
も
の
（
当
該
月
の
属
す
る
年
度
の
初
日
に

お
い
て
引
き
続
き
指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
の
区
域

の
全
部
又
は
一
部
で
あ
る
区
域
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

二
　
賦
課
期
日
現
在
に
お
い
て
指
定
都
市
以
外
の
市
町

村
の
区
域
内
に
住
所
を
有
し
た
納
税
義
務
者
に
対
し

て
課
し
た
所
得
割
で
あ
つ
て
、
当
該
指
定
都
市
以
外

の
市
町
村
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
が
指
定
都
市
の

区
域
の
全
部
又
は
一
部
と
な
つ
た
日
か
ら
五
年
を
経

過
す
る
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
（
当
該
経
過
す

る
日
が
四
月
一
日
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
経
過
す

る
日
の
属
す
る
年
度
）
以
後
の
年
度
の
各
月
に
お
い

て
道
府
県
に
払
い
込
ま
れ
た
も
の
（
当
該
月
の
属
す

る
年
度
の
初
日
に
お
い
て
引
き
続
き
指
定
都
市
の
区

域
の
全
部
又
は
一
部
で
あ
る
区
域
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）

（
政
令
第
十
条
第
九
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
特
殊
の

関
係
）

第
三
条
の
十
三
の
三
　
政
令
第
十
条
第
九
項
に
規
定
す
る

総
務
省
令
で
定
め
る
特
殊
の
関
係
は
、
次
に
掲
げ
る
関

係
と
す
る
。

一
　
一
方
の
者
が
他
方
の
法
人
（
法
第
七
十
二
条
の
二

第
四
項
に
規
定
す
る
人
格
の
な
い
社
団
等
を
含
む
。

以
下
事
業
税
及
び
特
別
法
人
事
業
税
に
つ
い
て
同

じ
。
）
の
発
行
済
株
式
又
は
出
資
（
自
己
が
有
す
る

自
己
の
株
式
又
は
出
資
を
除
く
。
）
の
総
数
又
は
総

額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
発
行
済
株
式
等
」
と

い
う
。
）
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
数
又
は
金
額
の

株
式
等
（
株
式
又
は
出
資
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
を
直
接
又
は
間
接
に
保
有
す
る
関

係
そ
の
他
の
一
方
の
者
が
他
方
の
者
を
直
接
又
は
間

接
に
支
配
す
る
関
係

二
　
二
の
法
人
が
同
一
の
者
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
発

行
済
株
式
等
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
数
又
は
金
額

の
株
式
等
を
直
接
又
は
間
接
に
保
有
さ
れ
る
場
合
に

お
け
る
当
該
二
の
法
人
の
関
係
そ
の
他
の
二
の
者
が

同
一
の
者
に
よ
り
直
接
又
は
間
接
に
支
配
さ
れ
る
場

合
に
お
け
る
当
該
二
の
者
の
関
係
（
前
号
に
掲
げ
る

関
係
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

２
　
前
項
第
一
号
の
場
合
に
お
い
て
、
一
方
の
者
が
他
方

の
法
人
の
発
行
済
株
式
等
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
数

又
は
金
額
の
株
式
等
を
直
接
又
は
間
接
に
保
有
す
る
か

ど
う
か
の
判
定
は
、
当
該
一
方
の
者
の
当
該
他
方
の
法

人
に
係
る
直
接
保
有
の
株
式
等
の
保
有
割
合
（
当
該
一

方
の
者
の
有
す
る
当
該
他
方
の
法
人
の
株
式
等
の
数
又

は
金
額
が
当
該
他
方
の
法
人
の
発
行
済
株
式
等
の
う
ち

に
占
め
る
割
合
を
い
う
。
）
と
当
該
一
方
の
者
の
当
該

他
方
の
法
人
に
係
る
間
接
保
有
の
株
式
等
の
保
有
割
合

と
を
合
計
し
た
割
合
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

３
　
前
項
に
規
定
す
る
間
接
保
有
の
株
式
等
の
保
有
割
合

と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当

該
各
号
に
定
め
る
割
合
（
当
該
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の

い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
各
号
に
定
め

る
割
合
の
合
計
割
合
）
を
い
う
。

一
　
前
項
の
他
方
の
法
人
の
株
主
等
で
あ
る
法
人
の
発

行
済
株
式
等
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
数
又
は
金
額

の
株
式
等
が
同
項
の
一
方
の
者
に
よ
り
保
有
さ
れ
て

い
る
場
合
　
当
該
株
主
等
で
あ
る
法
人
の
有
す
る
当

該
他
方
の
法
人
の
株
式
等
の
数
又
は
金
額
が
当
該
他

方
の
法
人
の
発
行
済
株
式
等
の
う
ち
に
占
め
る
割
合

（
当
該
株
主
等
で
あ
る
法
人
が
二
以
上
あ
る
場
合
に

は
、
当
該
二
以
上
の
株
主
等
で
あ
る
法
人
に
つ
き
そ

れ
ぞ
れ
計
算
し
た
割
合
の
合
計
割
合
）

二
　
前
項
の
他
方
の
法
人
の
株
主
等
で
あ
る
法
人
（
前

号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
同
号
の
株
主
等
で
あ

る
法
人
を
除
く
。
）
と
同
項
の
一
方
の
者
と
の
間
に

こ
れ
ら
の
者
と
株
式
等
の
保
有
を
通
じ
て
連
鎖
関
係

に
あ
る
一
又
は
二
以
上
の
法
人
（
以
下
こ
の
号
に
お

い
て
「
出
資
関
連
法
人
」
と
い
う
。
）
が
介
在
し
て

い
る
場
合
（
出
資
関
連
法
人
及
び
当
該
株
主
等
で
あ

る
法
人
が
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
発
行
済
株
式
等
の
百
分
の

五
十
を
超
え
る
数
又
は
金
額
の
株
式
等
を
当
該
一
方

の
者
又
は
出
資
関
連
法
人
（
そ
の
発
行
済
株
式
等
の

百
分
の
五
十
を
超
え
る
数
又
は
金
額
の
株
式
等
が
当

該
一
方
の
者
又
は
他
の
出
資
関
連
法
人
に
よ
り
保
有

さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
り
保
有
さ
れ
て

い
る
場
合
に
限
る
。
）
　
当
該
株
主
等
で
あ
る
法
人
の

有
す
る
当
該
他
方
の
法
人
の
株
式
等
の
数
又
は
金
額

が
当
該
他
方
の
法
人
の
発
行
済
株
式
等
の
う
ち
に
占

め
る
割
合
（
当
該
株
主
等
で
あ
る
法
人
が
二
以
上
あ

る
場
合
に
は
、
当
該
二
以
上
の
株
主
等
で
あ
る
法
人

に
つ
き
そ
れ
ぞ
れ
計
算
し
た
割
合
の
合
計
割
合
）

４
　
第
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
第
二
号
の
直
接
又
は
間

接
に
保
有
さ
れ
る
関
係
の
判
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
政
令
第
十
条
の
二
の
金
額
）

第
三
条
の
十
三
の
四
　
政
令
第
十
条
の
二
に
規
定
す
る
総

務
省
令
で
定
め
る
金
額
は
、
会
社
法
第
四
百
三
十
一
条

又
は
第
六
百
十
四
条
に
規
定
す
る
一
般
に
公
正
妥
当
と

認
め
ら
れ
る
企
業
会
計
の
慣
行
に
従
い
、
会
社
計
算
規

則
の
規
定
に
基
づ
き
計
算
し
た
同
令
第
七
十
六
条
第
二

項
第
三
号
又
は
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
資
本
剰
余

金
の
金
額
（
同
法
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
会
社
以

外
の
法
人
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
ら
に
準
ず
る
金
額
）
と

す
る
。

（
法
第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
第
三
号
の
事
業
）

第
三
条
の
十
四
　
法
第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に

規
定
す
る
小
売
電
気
事
業
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
総
務

省
令
で
定
め
る
事
業
は
、
他
の
者
の
需
要
に
応
じ
電
気

を
供
給
す
る
事
業
（
電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法

律
第
百
七
十
号
）
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る

小
売
電
気
事
業
（
次
項
に
お
い
て
「
小
売
電
気
事
業
」

と
い
う
。
）
、
同
条
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
一
般
送

配
電
事
業
（
次
項
及
び
第
六
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て

「
一
般
送
配
電
事
業
」
と
い
う
。
）
、
同
法
第
二
条
第
一

項
第
十
号
に
規
定
す
る
送
電
事
業
（
次
項
及
び
第
六
条

の
二
第
一
項
に
お
い
て
「
送
電
事
業
」
と
い
う
。
）
、
同

法
第
二
条
第
一
項
第
十
一
号
の
二
に
規
定
す
る
配
電
事

業
（
次
項
に
お
い
て
「
配
電
事
業
」
と
い
う
。
）
、
同
条

第
一
項
第
十
二
号
に
規
定
す
る
特
定
送
配
電
事
業
（
次

項
に
お
い
て
「
特
定
送
配
電
事
業
」
と
い
う
。
）
、
同
条

第
一
項
第
十
四
号
に
規
定
す
る
発
電
事
業
（
次
項
に
お

い
て
「
発
電
事
業
」
と
い
う
。
）
、
同
条
第
一
項
第
十
五

号
の
三
に
規
定
す
る
特
定
卸
供
給
事
業
（
次
項
に
お
い

て
「
特
定
卸
供
給
事
業
」
と
い
う
。
）
並
び
に
次
項
及

び
第
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
に
該
当
す
る

部
分
を
除
く
。
）
と
す
る
。

２
　
法
第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
発

電
事
業
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
事
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業
は
、
自
ら
が
維
持
し
、
及
び
運
用
す
る
発
電
等
用
電

気
工
作
物
（
電
気
事
業
法
第
二
条
第
一
項
第
五
号
ロ
に

規
定
す
る
発
電
等
用
電
気
工
作
物
を
い
う
。
）
を
用
い

て
他
の
者
の
需
要
に
応
じ
て
供
給
す
る
電
気
を
発
電

し
、
又
は
放
電
す
る
事
業
（
発
電
事
業
に
該
当
す
る
部

分
を
除
き
、
当
該
電
気
を
発
電
し
、
又
は
放
電
す
る
事

業
と
併
せ
て
他
の
者
の
需
要
に
応
じ
当
該
電
気
を
供
給

す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
供
給
を
行
う
事
業
（
小
売
電

気
事
業
、
一
般
送
配
電
事
業
、
送
電
事
業
、
配
電
事

業
、
特
定
送
配
電
事
業
、
特
定
卸
供
給
事
業
及
び
第
六

条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
に
該
当
す
る
部
分
を

除
く
。
）
を
含
む
。
）
と
す
る
。

（
政
令
第
二
十
条
の
二
の
三
第
一
項
第
二
号
の
掛
金
等
）

第
三
条
の
十
四
の
二
　
政
令
第
二
十
条
の
二
の
三
第
一
項

第
二
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
掛
金
又
は
保

険
料
は
、
次
に
掲
げ
る
掛
金
又
は
保
険
料
と
す
る
。

一
　
確
定
給
付
企
業
年
金
法
施
行
令
（
平
成
十
三
年
政

令
第
四
百
二
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
四
の
規
定
に

よ
り
支
出
し
た
同
条
の
掛
金

二
　
確
定
給
付
企
業
年
金
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年

厚
生
労
働
省
令
第
二
十
二
号
）
第
六
十
四
条
の
規
定

に
よ
り
支
出
し
た
同
条
の
掛
金

（
政
令
第
二
十
条
の
二
の
十
九
の
額
）

第
三
条
の
十
五
　
政
令
第
二
十
条
の
二
の
十
九
に
規
定
す

る
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額

は
、
租
税
特
別
措
置
法
第
五
十
五
条
第
一
項
及
び
第
八

項
に
規
定
す
る
特
定
株
式
等
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
四

条
に
お
い
て
「
特
定
株
式
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
法
人
別
に
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り

算
定
し
た
額
の
合
計
額
と
す
る
。

一
　
資
源
開
発
事
業
法
人
（
租
税
特
別
措
置
法
第
五
十

五
条
第
二
項
第
一
号
の
法
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
条

及
び
第
四
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
特
定
株
式
等
　

当
該
特
定
株
式
等
の
取
得
価
額
に
当
該
資
源
開
発
事

業
法
人
の
同
号
の
資
源
開
発
事
業
等
（
次
号
及
び
第

四
条
に
お
い
て
「
資
源
開
発
事
業
等
」
と
い
う
。
）

に
係
る
事
業
費
に
対
す
る
法
の
施
行
地
に
お
け
る
当

該
事
業
費
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額

二
　
資
源
開
発
投
資
法
人
（
租
税
特
別
措
置
法
第
五
十

五
条
第
二
項
第
二
号
の
法
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
号

及
び
第
四
条
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
特
定
株

式
等
　
当
該
特
定
株
式
等
の
取
得
価
額
に
当
該
資
源

開
発
投
資
法
人
及
び
当
該
資
源
開
発
投
資
法
人
（
そ

の
法
人
か
ら
出
資
又
は
長
期
の
資
金
の
貸
付
け
（
以

下
こ
の
号
及
び
第
四
条
第
二
号
に
お
い
て
「
投
融

資
」
と
い
う
。
）
を
受
け
て
い
る
資
源
開
発
投
資
法

人
を
含
む
。
）
か
ら
投
融
資
を
受
け
て
い
る
資
源
開

発
事
業
法
人
の
資
源
開
発
事
業
等
（
当
該
資
源
開
発

事
業
法
人
の
行
う
資
源
の
探
鉱
、
開
発
又
は
採
取
の

事
業
に
付
随
し
て
行
わ
れ
る
事
業
を
営
む
法
人
の
当

該
付
随
し
て
行
わ
れ
る
事
業
を
含
む
。
）
に
係
る
事

業
費
に
対
す
る
法
の
施
行
地
に
お
け
る
当
該
事
業
費

の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額

（
法
第
七
十
二
条
の
二
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
剰
余

金
と
し
て
計
上
し
た
も
の
等
）

第
三
条
の
十
六
　
法
第
七
十
二
条
の
二
十
一
第
一
項
第
一

号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
会
社
計

算
規
則
第
二
十
九
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
額
と

す
る
。

２
　
法
第
七
十
二
条
の
二
十
一
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す

る
剰
余
金
と
し
て
計
上
し
た
も
の
で
総
務
省
令
で
定
め

る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
　
会
社
法
第
四
百
四
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
資
本
金

の
額
を
減
少
し
た
場
合
　
会
社
計
算
規
則
第
二
十
七

条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
額

二
　
会
社
法
第
四
百
四
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
準
備
金

の
額
を
減
少
し
た
場
合
　
会
社
計
算
規
則
第
二
十
七

条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
額

３
　
前
項
各
号
に
定
め
る
額
は
、
会
社
法
第
四
百
五
十
二

条
の
規
定
に
よ
り
損
失
の
塡
補
に
充
て
た
日
以
前
一
年

間
に
お
い
て
剰
余
金
と
し
て
計
上
し
た
額
に
限
る
も
の

と
す
る
。

４
　
法
第
七
十
二
条
の
二
十
一
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す

る
総
務
省
令
で
定
め
る
損
失
は
、
会
社
法
第
四
百
五
十

二
条
の
規
定
に
よ
り
損
失
の
塡
補
に
充
て
た
日
に
お
け

る
会
社
計
算
規
則
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
そ
の
他
利

益
剰
余
金
の
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
お
け
る
当
該
零

を
下
回
る
額
と
す
る
。

（
政
令
第
二
十
一
条
の
七
の
額
）

第
四
条
　
政
令
第
二
十
一
条
の
七
に
規
定
す
る
総
務
省
令

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
は
、
特
定
株
式

等
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
法
人
別
に
次
に
掲
げ
る

と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
の
合
計
額
と
す
る
。

一
　
資
源
開
発
事
業
法
人
の
特
定
株
式
等
　
当
該
特
定

株
式
等
の
取
得
価
額
に
当
該
資
源
開
発
事
業
法
人
の

同
号
の
資
源
開
発
事
業
等
に
係
る
事
業
費
に
対
す
る

法
の
施
行
地
に
お
け
る
当
該
事
業
費
の
割
合
を
乗
じ

て
得
た
額

二
　
資
源
開
発
投
資
法
人
の
特
定
株
式
等
　
当
該
特
定

株
式
等
の
取
得
価
額
に
当
該
資
源
開
発
投
資
法
人
及

び
当
該
資
源
開
発
投
資
法
人
（
そ
の
法
人
か
ら
出
資

又
は
長
期
の
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
て
い
る
資
源
開

発
投
資
法
人
を
含
む
。
）
か
ら
投
融
資
を
受
け
て
い

る
資
源
開
発
事
業
法
人
の
資
源
開
発
事
業
等
（
当
該

資
源
開
発
事
業
法
人
の
行
う
資
源
の
探
鉱
、
開
発
又

は
採
取
の
事
業
に
付
随
し
て
行
わ
れ
る
事
業
を
営
む

法
人
の
当
該
付
随
し
て
行
わ
れ
る
事
業
を
含
む
。
）

に
係
る
事
業
費
に
対
す
る
法
の
施
行
地
に
お
け
る
当

該
事
業
費
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額

（
社
会
保
険
診
療
に
係
る
特
別
療
養
費
の
証
明
）

第
四
条
の
二
　
法
第
七
十
二
条
の
二
十
三
第
三
項
第
一
号

に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
証
明

が
さ
れ
た
特
別
療
養
費
に
係
る
部
分
は
、
当
該
部
分
が

同
号
に
規
定
す
る
療
養
に
要
す
る
費
用
の
額
と
し
て
同

号
に
規
定
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
金
額
に
相

当
す
る
部
分
で
あ
る
こ
と
に
つ
き
保
険
者
の
国
民
健
康

保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十

三
号
）
第
二
十
七
条
の
六
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知

に
よ
り
証
明
が
さ
れ
た
法
第
七
十
二
条
の
二
十
三
第
三

項
第
一
号
に
規
定
す
る
特
別
療
養
費
に
係
る
部
分
と
す

る
。

（
政
令
第
二
十
二
条
第
八
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
も

の
等
）

第
四
条
の
二
の
二
　
政
令
第
二
十
二
条
第
八
号
の
総
務
省

令
で
定
め
る
も
の
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
事
業
者
に
よ

る
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
の
環
境
適
合
利
用
及
び
化
石
エ
ネ
ル

ギ
ー
原
料
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行

規
則
（
平
成
二
十
二
年
経
済
産
業
省
令
第
四
十
三
号
）

第
四
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
非
化
石
証
書
（
エ

ネ
ル
ギ
ー
源
の
環
境
適
合
利
用
に
関
す
る
電
気
事
業
者

の
判
断
の
基
準
（
平
成
二
十
八
年
経
済
産
業
省
告
示
第

百
十
二
号
）
１
三
に
規
定
す
る
非
化
石
電
源
と
し
て
の

価
値
を
有
す
る
電
気
と
し
て
経
済
産
業
省
が
認
定
し
た

も
の
の
量
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

２
　
政
令
第
二
十
二
条
第
八
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で

定
め
る
場
合
は
、
電
気
供
給
業
を
行
う
法
人
が
同
号
の

電
気
の
供
給
に
応
じ
て
前
項
に
規
定
す
る
非
化
石
証
書

を
使
用
す
る
場
合
と
す
る
。

（
政
令
第
二
十
二
条
の
二
の
生
命
保
険
）

第
四
条
の
三
　
政
令
第
二
十
二
条
の
二
に
規
定
す
る
総
務

省
令
で
定
め
る
生
命
保
険
は
、
貯
蓄
を
主
目
的
と
す
る

生
命
保
険
の
う
ち
、
当
該
生
命
保
険
に
係
る
生
命
保
険

契
約
の
保
険
期
間
が
十
年
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該

生
命
保
険
契
約
に
係
る
普
通
保
険
約
款
に
お
い
て
、
被

保
険
者
が
保
険
期
間
満
了
の
日
に
生
存
し
て
い
る
か
又

は
当
該
期
間
中
に
同
条
に
規
定
す
る
理
由
に
よ
り
死
亡

し
た
場
合
若
し
く
は
当
該
生
命
保
険
契
約
の
契
約
日
か

ら
一
定
期
間
経
過
後
に
同
条
に
規
定
す
る
理
由
以
外
の

理
由
に
よ
り
死
亡
し
た
場
合
に
限
り
保
険
金
を
支
払
う

定
め
の
あ
る
も
の
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
と
す

る
。

（
法
令
の
規
定
に
よ
る
整
理
手
続
に
よ
ら
な
い
負
債
整

理
計
画
の
決
定
等
）

第
四
条
の
三
の
二
　
政
令
第
二
十
四
条
の
二
の
五
第
三
号

に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ

る
も
の
と
す
る
。

一
　
債
権
者
集
会
の
協
議
決
定
で
合
理
的
な
基
準
に
よ

り
債
務
者
の
負
債
整
理
を
定
め
て
い
る
も
の

二
　
行
政
機
関
、
金
融
機
関
そ
の
他
第
三
者
の
あ
つ
せ

ん
に
よ
る
当
事
者
間
の
協
議
に
よ
る
前
号
に
準
ず
る

内
容
の
契
約
の
締
結

２
　
法
第
七
十
二
条
の
二
十
四
の
十
第
六
項
に
規
定
す
る

総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す

る
。

一
　
請
求
を
す
る
法
人
の
名
称
、
主
た
る
事
務
所
又
は

事
業
所
の
所
在
地
及
び
法
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お

け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用

等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
法

人
番
号
を
い
う
。
以
下
事
業
税
に
つ
い
て
同
じ
。
）

二
　
請
求
を
す
る
法
人
の
代
表
者
の
氏
名
及
び
住
所
又

は
居
所

三
　
法
第
七
十
二
条
の
二
十
四
の
十
第
四
項
に
規
定
す

る
事
実
の
生
じ
た
日
及
び
当
該
事
実
の
詳
細

四
　
銀
行
又
は
郵
便
局
に
お
い
て
還
付
を
受
け
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
当
該
銀
行
又
は
郵
便
局
の
名
称
及
び

所
在
地

五
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

（
法
第
七
十
二
条
の
二
十
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
承

認
の
申
請
書
等
の
様
式
）

第
四
条
の
四
　
法
人
の
事
業
税
及
び
特
別
法
人
事
業
税
に

つ
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
申
請
書
等
の
様
式

は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る

も
の
と
す
る
。

申
請
書
等
の
種
類

様式

（
一
）
　
災
害
等
に
係
る
申
告
書
の
提
出
期
限
の
延
長

の
承
認
申
請
書
（
法
第
七
十
二
条
の
二
十
五
第
二
項

（
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
並
び
に
こ

れ
ら
の
規
定
を
法
第
七
十
二
条
の
二
十
八
第
二
項
及

び
第
七
十
二
条
の
二
十
九
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
四
項
（
法
第
七
十
二
条

の
二
十
五
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
並
び
に

こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
七
十
二
条
の
二
十
八
第
二
項

及
び
第
七
十
二
条
の
二
十
九
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請

書
）

第十三号様式
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（
二
）
　
申
告
書
の
提
出
期
限
の
延
長
の
処
分
等
の
承

認
等
の
申
請
書
（
法
第
七
十
二
条
の
二
十
五
第
三
項

（
法
第
七
十
二
条
の
二
十
八
第
二
項
及
び
第
七
十
二

条
の
二
十
九
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
及
び
第
五
項
（
法
第
七
十
二
条
の
二
十
八
第

二
項
並
び
に
第
七
十
二
条
の
二
十
九
第
二
項
及
び
第

六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に

政
令
第
二
十
四
条
の
四
第
一
項
（
政
令
第
二
十
四
条

の
四
の
三
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
承
認
等
の
申
請
書
）

第十三号の二様式

（
三
）
　
申
告
書
の
提
出
期
限
の
延
長
の
取
り
や
め
等

の
届
出
書
（
政
令
第
二
十
四
条
の
四
第
六
項
（
政
令

第
二
十
四
条
の
四
の
三
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
届
出
書
）

第十四号様式

（
法
第
七
十
二
条
の
二
十
五
第
八
項
の
申
告
書
に
添
付

す
る
書
類
）

第
四
条
の
五
　
法
第
七
十
二
条
の
二
十
五
第
八
項
に
規
定

す
る
書
類
は
、
当
該
事
業
年
度
の
付
加
価
値
額
、
資
本

金
等
の
額
及
び
所
得
に
関
す
る
計
算
書
並
び
に
次
の
各

号
に
掲
げ
る
も
の
（
当
該
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
作
成

を
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他

の
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ

る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ

の
条
か
ら
第
四
条
の
七
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
作

成
を
も
つ
て
行
う
法
人
に
あ
つ
て
は
、
当
該
電
磁
的
記

録
を
出
力
し
た
も
の
）
と
す
る
。

一
　
当
該
事
業
年
度
の
貸
借
対
照
表
（
貸
借
対
照
表
を

作
成
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
法
人
に
あ
つ
て
は
、
こ

れ
に
準
ず
る
も
の
。
次
号
及
び
第
三
号
ロ
に
お
い
て

同
じ
。
）
及
び
損
益
計
算
書
（
損
益
計
算
書
を
作
成

す
る
こ
と
を
要
し
な
い
法
人
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
に

準
ず
る
も
の
。
次
号
及
び
第
三
号
ロ
に
お
い
て
同

じ
。
）

二
　
法
第
七
十
二
条
第
五
号
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
外

国
法
人
（
第
四
条
の
六
の
二
及
び
第
四
条
の
七
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
国
内
に
お
い
て
行
う
事
業
又
は
国

内
に
あ
る
資
産
に
係
る
当
該
事
業
年
度
の
貸
借
対
照

表
及
び
損
益
計
算
書

三
　
当
該
事
業
年
度
の
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
若
し

く
は
社
員
資
本
等
変
動
計
算
書
又
は
損
益
金
の
処
分

表
（
こ
れ
ら
の
書
類
又
は
第
一
号
若
し
く
は
前
号
に

掲
げ
る
書
類
に
次
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
が
な
い
場

合
に
は
、
そ
の
記
載
を
し
た
書
類
を
含
む
。
）

イ
　
当
該
事
業
年
度
終
了
の
日
の
翌
日
か
ら
当
該
事

業
年
度
に
係
る
決
算
の
確
定
の
日
ま
で
の
間
に
行

わ
れ
た
剰
余
金
の
処
分
の
内
容

ロ
　
過
年
度
事
項
（
当
該
事
業
年
度
前
の
事
業
年
度

の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
又
は
株
主
資
本
等

変
動
計
算
書
若
し
く
は
社
員
資
本
等
変
動
計
算
書

若
し
く
は
損
益
金
の
処
分
表
に
表
示
す
べ
き
事
項

を
い
う
。
）
の
修
正
の
内
容

四
　
当
該
法
人
の
事
業
等
の
概
況
に
関
す
る
書
類
（
当

該
法
人
と
の
間
に
完
全
支
配
関
係
（
法
人
税
法
第
二

条
第
十
二
号
の
七
の
六
に
規
定
す
る
完
全
支
配
関
係

を
い
う
。
第
四
条
の
六
の
二
第
四
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
が
あ
る
他
の
法
人
と
の
関
係
を
系
統
的
に
示

し
た
図
を
含
む
。
）

（
法
第
七
十
二
条
の
二
十
五
第
十
項
の
申
告
書
に
添
付

す
る
書
類
）

第
四
条
の
六
　
法
第
七
十
二
条
の
二
十
五
第
十
項
に
規
定

す
る
書
類
は
、
当
該
事
業
年
度
の
収
入
金
額
に
関
す
る

計
算
書
並
び
に
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
（
貸
借

対
照
表
又
は
損
益
計
算
書
を
作
成
す
る
こ
と
を
要
し
な

い
法
人
に
あ
つ
て
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
と
し
、
貸

借
対
照
表
又
は
損
益
計
算
書
の
作
成
を
電
磁
的
記
録
の

作
成
を
も
つ
て
行
う
法
人
に
あ
つ
て
は
当
該
電
磁
的
記

録
を
出
力
し
た
も
の
と
す
る
。
）
と
す
る
。

（
法
第
七
十
二
条
の
二
十
五
第
十
一
項
の
申
告
書
に
添

付
す
る
書
類
）

第
四
条
の
六
の
二
　
法
第
七
十
二
条
の
二
十
五
第
十
一
項

に
規
定
す
る
書
類
は
、
当
該
事
業
年
度
の
収
入
金
額
、

付
加
価
値
額
及
び
資
本
金
等
の
額
に
関
す
る
計
算
書
並

び
に
次
の
各
号
（
法
第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
第
三
号

に
掲
げ
る
事
業
を
行
わ
な
い
法
人
に
あ
つ
て
は
、
第
一

号
及
び
第
二
号
）
に
掲
げ
る
も
の
（
当
該
各
号
に
掲
げ

る
も
の
の
作
成
を
電
磁
的
記
録
の
作
成
を
も
つ
て
行
う

法
人
に
あ
つ
て
は
、
当
該
電
磁
的
記
録
を
出
力
し
た
も

の
）
と
す
る
。

一
　
当
該
事
業
年
度
の
貸
借
対
照
表
（
貸
借
対
照
表
を

作
成
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
法
人
に
あ
つ
て
は
、
こ

れ
に
準
ず
る
も
の
。
次
号
及
び
第
三
号
ロ
に
お
い
て

同
じ
。
）
及
び
損
益
計
算
書
（
損
益
計
算
書
を
作
成

す
る
こ
と
を
要
し
な
い
法
人
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
に

準
ず
る
も
の
。
次
号
及
び
第
三
号
ロ
に
お
い
て
同

じ
。
）

二
　
外
国
法
人
の
国
内
に
お
い
て
行
う
事
業
又
は
国
内

に
あ
る
資
産
に
係
る
当
該
事
業
年
度
の
貸
借
対
照
表

及
び
損
益
計
算
書

三
　
当
該
事
業
年
度
の
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
若
し

く
は
社
員
資
本
等
変
動
計
算
書
又
は
損
益
金
の
処
分

表
（
こ
れ
ら
の
書
類
又
は
第
一
号
若
し
く
は
前
号
に

掲
げ
る
書
類
に
次
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載
が
な
い
場

合
に
は
、
そ
の
記
載
を
し
た
書
類
を
含
む
。
）

イ
　
当
該
事
業
年
度
終
了
の
日
の
翌
日
か
ら
当
該
事

業
年
度
に
係
る
決
算
の
確
定
の
日
ま
で
の
間
に
行

わ
れ
た
剰
余
金
の
処
分
の
内
容

ロ
　
過
年
度
事
項
（
当
該
事
業
年
度
前
の
事
業
年
度

の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
又
は
株
主
資
本
等

変
動
計
算
書
若
し
く
は
社
員
資
本
等
変
動
計
算
書

若
し
く
は
損
益
金
の
処
分
表
に
表
示
す
べ
き
事
項

を
い
う
。
）
の
修
正
の
内
容

四
　
当
該
法
人
の
事
業
等
の
概
況
に
関
す
る
書
類
（
当

該
法
人
と
の
間
に
完
全
支
配
関
係
が
あ
る
他
の
法
人

と
の
関
係
を
系
統
的
に
示
し
た
図
を
含
む
。
）

（
法
第
七
十
二
条
の
二
十
五
第
十
二
項
の
申
告
書
に
添

付
す
る
書
類
）

第
四
条
の
六
の
三
　
法
第
七
十
二
条
の
二
十
五
第
十
二
項

に
規
定
す
る
書
類
は
、
当
該
事
業
年
度
の
収
入
金
額
及

び
所
得
に
関
す
る
計
算
書
並
び
に
貸
借
対
照
表
及
び
損

益
計
算
書
（
貸
借
対
照
表
又
は
損
益
計
算
書
を
作
成
す

る
こ
と
を
要
し
な
い
法
人
に
あ
つ
て
は
こ
れ
ら
に
準
ず

る
も
の
と
し
、
貸
借
対
照
表
又
は
損
益
計
算
書
の
作
成

を
電
磁
的
記
録
の
作
成
を
も
つ
て
行
う
法
人
に
あ
つ
て

は
当
該
電
磁
的
記
録
を
出
力
し
た
も
の
と
す
る
。
）
と

す
る
。

（
法
第
七
十
二
条
の
二
十
五
第
十
七
項
の
方
法
）

第
四
条
の
六
の
四
　
法
第
七
十
二
条
の
二
十
五
第
十
七
項

に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
法
人
税
法

施
行
規
則
（
昭
和
四
十
年
大
蔵
省
令
第
十
二
号
）
第
三

十
六
条
の
四
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

（
法
第
七
十
二
条
の
二
十
六
第
四
項
の
申
告
書
に
添
付

す
る
書
類
）

第
四
条
の
七
　
法
第
七
十
二
条
の
二
十
六
第
四
項
に
規
定

す
る
書
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
法
人
の
区
分
に
応

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
と
す
る
。

一
　
法
第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る

法
人
　
法
第
七
十
二
条
の
二
十
六
第
一
項
に
規
定
す

る
中
間
期
間
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
六
条
に
お
い
て

「
中
間
期
間
」
と
い
う
。
）
に
係
る
付
加
価
値
額
、
資

本
金
等
の
額
及
び
所
得
に
関
す
る
計
算
書
並
び
に
次

に
掲
げ
る
も
の
（
当
該
次
に
掲
げ
る
も
の
の
作
成
を

電
磁
的
記
録
の
作
成
を
も
つ
て
行
う
法
人
に
あ
つ
て

は
、
当
該
電
磁
的
記
録
を
出
力
し
た
も
の
）

イ
　
中
間
期
間
終
了
の
日
に
お
け
る
貸
借
対
照
表

（
貸
借
対
照
表
を
作
成
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
法

人
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
。
ロ
及
び

ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
中
間
期
間
の
損
益
計

算
書
（
損
益
計
算
書
を
作
成
す
る
こ
と
を
要
し
な

い
法
人
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
。
ロ

及
び
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）

ロ
　
外
国
法
人
の
国
内
に
お
い
て
行
う
事
業
又
は
国

内
に
あ
る
資
産
に
係
る
中
間
期
間
終
了
の
日
に
お

け
る
貸
借
対
照
表
及
び
中
間
期
間
の
損
益
計
算
書

ハ
　
中
間
期
間
終
了
の
日
に
お
け
る
株
主
資
本
等
変

動
計
算
書
又
は
社
員
資
本
等
変
動
計
算
書
（
こ
れ

ら
の
書
類
又
は
イ
若
し
く
は
ロ
に
掲
げ
る
書
類
に

過
年
度
事
項
（
中
間
期
間
の
開
始
の
日
前
に
開
始

し
た
事
業
年
度
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
又

は
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
若
し
く
は
社
員
資
本

等
変
動
計
算
書
に
表
示
す
べ
き
事
項
を
い
う
。
）

の
修
正
の
内
容
の
記
載
が
な
い
場
合
に
は
、
そ
の

記
載
を
し
た
書
類
を
含
む
。
）

二
　
法
第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事

業
を
行
う
法
人
　
中
間
期
間
に
係
る
収
入
金
額
に
関

す
る
計
算
書
並
び
に
中
間
期
間
終
了
の
日
に
お
け
る

貸
借
対
照
表
及
び
中
間
期
間
の
損
益
計
算
書
（
貸
借

対
照
表
又
は
損
益
計
算
書
を
作
成
す
る
こ
と
を
要
し

な
い
法
人
に
あ
つ
て
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
と

し
、
貸
借
対
照
表
又
は
損
益
計
算
書
の
作
成
を
電
磁

的
記
録
の
作
成
を
も
つ
て
行
う
法
人
に
あ
つ
て
は
当

該
電
磁
的
記
録
を
出
力
し
た
も
の
と
す
る
。
）

三
　
法
第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
第
三
号
イ
に
掲
げ
る

法
人
及
び
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
業
を
行
う
法

人
　
中
間
期
間
に
係
る
収
入
金
額
、
付
加
価
値
額
及

び
資
本
金
等
の
額
に
関
す
る
計
算
書
並
び
に
次
（
同

項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
業
を
行
わ
な
い
法
人
に
あ
つ

て
は
、
イ
及
び
ロ
）
に
掲
げ
る
も
の
（
当
該
次
に
掲

げ
る
も
の
の
作
成
を
電
磁
的
記
録
の
作
成
を
も
つ
て

行
う
法
人
に
あ
つ
て
は
、
当
該
電
磁
的
記
録
を
出
力

し
た
も
の
）

イ
　
中
間
期
間
終
了
の
日
に
お
け
る
貸
借
対
照
表

（
貸
借
対
照
表
を
作
成
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
法

人
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
。
ロ
及
び

ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
中
間
期
間
の
損
益
計

算
書
（
損
益
計
算
書
を
作
成
す
る
こ
と
を
要
し
な

い
法
人
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
。
ロ

及
び
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）

ロ
　
外
国
法
人
の
国
内
に
お
い
て
行
う
事
業
又
は
国

内
に
あ
る
資
産
に
係
る
中
間
期
間
終
了
の
日
に
お

け
る
貸
借
対
照
表
及
び
中
間
期
間
の
損
益
計
算
書

ハ
　
中
間
期
間
終
了
の
日
に
お
け
る
株
主
資
本
等
変

動
計
算
書
又
は
社
員
資
本
等
変
動
計
算
書
（
こ
れ

ら
の
書
類
又
は
イ
若
し
く
は
ロ
に
掲
げ
る
書
類
に

過
年
度
事
項
（
中
間
期
間
の
開
始
の
日
前
に
開
始

し
た
事
業
年
度
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
又

は
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
若
し
く
は
社
員
資
本

等
変
動
計
算
書
に
表
示
す
べ
き
事
項
を
い
う
。
）
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の
修
正
の
内
容
の
記
載
が
な
い
場
合
に
は
、
そ
の

記
載
を
し
た
書
類
を
含
む
。
）

四
　
法
第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
第
三
号
ロ
に
掲
げ
る

法
人
　
中
間
期
間
に
係
る
収
入
金
額
及
び
所
得
に
関

す
る
計
算
書
並
び
に
中
間
期
間
終
了
の
日
に
お
け
る

貸
借
対
照
表
及
び
中
間
期
間
の
損
益
計
算
書
（
貸
借

対
照
表
又
は
損
益
計
算
書
を
作
成
す
る
こ
と
を
要
し

な
い
法
人
に
あ
つ
て
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
と

し
、
貸
借
対
照
表
又
は
損
益
計
算
書
の
作
成
を
電
磁

的
記
録
の
作
成
を
も
つ
て
行
う
法
人
に
あ
つ
て
は
当

該
電
磁
的
記
録
を
出
力
し
た
も
の
と
す
る
。
）

（
法
第
七
十
二
条
の
二
十
六
第
十
項
の
方
法
）

第
四
条
の
七
の
二
　
法
第
七
十
二
条
の
二
十
六
第
十
項
に

規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
法
人
税
法
施

行
規
則
第
三
十
六
条
の
四
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法

と
す
る
。

（
法
人
の
事
業
税
及
び
特
別
法
人
事
業
税
に
係
る
申
告

書
等
の
様
式
）

第
五
条
　
法
人
の
事
業
税
及
び
特
別
法
人
事
業
税
に
つ
い

て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
申
告
書
等
の
様
式
は
、

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の

と
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
に
掲
げ
る
様
式
に
よ
る
こ
と

が
で
き
な
い
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
場

合
に
は
、
総
務
大
臣
は
、
別
に
こ
れ
を
定
め
る
こ
と
が

で
き
る
。

申
告
書
等
の
種
類

様
式

（
一
）
　
確
定
申
告
書
及
び
中
間
申
告
書
並

び
に
こ
れ
ら
に
係
る
修
正
申
告
書
（
法
第

七
十
二
条
の
二
十
五
第
八
項
か
ら
第
十
二

項
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
七
十
二

条
の
二
十
八
第
二
項
並
び
に
第
七
十
二
条

の
二
十
九
第
二
項
、
第
四
項
及
び
第
六
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び

第
七
十
二
条
の
二
十
六
第
一
項
た
だ
し
書

の
規
定
に
よ
る
同
条
第
四
項
の
申
告
書
並

び
に
こ
れ
ら
の
申
告
書
に
係
る
法
第
七
十

二
条
の
三
十
一
第
二
項
及
び
第
三
項
の
修

正
申
告
書
）

第
六
号
様
式

、
第
六
号
様

式

（

そ

の

２
）
又
は
第

六

号

様

式

（

そ

の

３

）

（
別
表
五
か

ら
別
表
十
四

ま
で
）

（
二
）
　
予
定
申
告
書
及
び
こ
れ
に
係
る
修

正
申
告
書
（
法
第
七
十
二
条
の
二
十
六
第

一
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
四
項
の

申
告
書
並
び
に
こ
れ
に
係
る
法
第
七
十
二

条
の
三
十
一
第
二
項
及
び
第
三
項
の
修
正

申
告
書
）

第
六
号
の
三

様
式
、
第
六

号
の
三
様
式

（
そ
の
２
）

又
は
第
六
号

の

三

様

式

（
そ
の
３
）

（
三
）
　
課
税
標
準
額
の
総
額
の
分
割
に
関

す
る
明
細
書
（
法
第
七
十
二
条
の
四
十
八

第
一
項
の
課
税
標
準
額
の
総
額
の
分
割
に

関
す
る
明
細
書
）

第
十
号
様
式

２
　
道
府
県
内
に
恒
久
的
施
設
を
有
す
る
外
国
法
人
（
法

第
七
十
二
条
第
五
号
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
外
国
法
人

を
い
う
。
）
の
第
六
号
様
式
別
表
五
及
び
同
様
式
別
表

九
か
ら
同
様
式
別
表
十
三
の
三
ま
で
の
記
載
に
つ
い
て

は
、
法
人
税
法
第
百
四
十
一
条
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
国

内
源
泉
所
得
に
係
る
所
得
の
金
額
及
び
同
号
ロ
に
掲
げ

る
国
内
源
泉
所
得
に
係
る
所
得
の
金
額
の
計
算
の
別
を

明
ら
か
に
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
法
人
が
事
業
税
及
び
特
別
法
人
事
業
税
に
係
る
地
方

団
体
の
徴
収
金
を
納
付
す
る
と
き
（
口
座
振
替
の
方
法

又
は
法
第
七
百
四
十
七
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
方

法
に
よ
り
納
付
す
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
当
該
地
方

団
体
の
徴
収
金
に
第
十
二
号
の
二
様
式
に
よ
る
納
付
書

（
当
該
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
や
む
を
得
な
い

事
情
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
総
務
大
臣
が

別
の
様
式
を
定
め
た
と
き
は
、
当
該
様
式
に
よ
る
納
付

書
）
（
当
該
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電

磁
的
記
録
を
含
む
。
）
を
添
え
て
納
付
す
る
も
の
と
す

る
。

（
地
方
税
関
係
手
続
用
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申

告
）

第
五
条
の
二
　
法
第
七
十
二
条
の
三
十
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
同
項
の
申
告
（
以
下
こ
の
項
か
ら
第
三
項
ま
で

に
お
い
て
「
特
定
申
告
」
と
い
う
。
）
を
行
う
内
国
法

人
は
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
申
告
書
記
載
事
項
又

は
同
項
に
規
定
す
る
添
付
書
類
記
載
事
項
を
、
特
定
申

告
を
行
う
内
国
法
人
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入

出
力
装
置
を
含
む
。
）
か
ら
入
力
し
て
、
特
定
申
告
を

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
申
告
を
行
う
内
国
法
人

は
、
当
該
特
定
申
告
の
情
報
に
第
二
十
四
条
の
三
十
九

第
五
項
第
一
号
に
規
定
す
る
電
子
署
名
（
当
該
内
国
法

人
の
代
表
者
が
あ
ら
か
じ
め
地
方
税
共
同
機
構
を
通
じ

て
事
務
所
又
は
事
業
所
所
在
地
の
道
府
県
知
事
に
当
該

特
定
申
告
の
提
出
の
委
任
に
関
す
る
届
出
を
行
つ
た
場

合
に
は
、
当
該
委
任
を
受
け
た
者
（
当
該
内
国
法
人
の

役
員
及
び
職
員
に
限
る
。
）
の
も
の
を
含
む
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
「
電
子
署
名
」
と
い
う
。
）
を
行
い
、

当
該
電
子
署
名
を
行
つ
た
者
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要

な
事
項
を
証
す
る
電
子
証
明
書
（
同
条
第
五
項
第
二
号

に
規
定
す
る
電
子
証
明
書
を
い
う
。
）
と
併
せ
て
こ
れ

を
送
信
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
申
告
を
行
う
内
国
法
人

は
、
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
お
け
る
安
全
性
及
び

信
頼
性
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
基
準
と
し
て
総
務

大
臣
が
定
め
る
基
準
に
従
つ
て
特
定
申
告
を
行
う
も
の

と
す
る
。

４
　
法
第
七
十
二
条
の
三
十
二
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定

す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
記
録
用
の
媒
体
は
、
同
項
に

規
定
す
る
添
付
書
類
記
載
事
項
の
法
第
七
十
二
条
の
七

第
一
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
記
録
を
記
録
し
た
光
デ
ィ

ス
ク
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
と
す
る
。

（
地
方
税
関
係
手
続
用
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申

告
が
困
難
で
あ
る
場
合
の
特
例
）

第
五
条
の
二
の
二
　
法
第
七
十
二
条
の
三
十
二
の
二
第
一

項
後
段
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
法

第
七
十
二
条
の
三
十
二
第
一
項
の
内
国
法
人
が
、
法
人

税
法
第
七
十
五
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の

申
請
書
を
同
項
に
規
定
す
る
納
税
地
の
所
轄
税
務
署
長

に
提
出
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
と
す
る
。

２
　
法
第
七
十
二
条
の
三
十
二
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る

総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す

る
。

一
　
申
請
を
す
る
内
国
法
人
の
名
称
、
事
務
所
又
は
事

業
所
所
在
の
道
府
県
及
び
法
人
番
号

二
　
代
表
者
の
氏
名

三
　
電
気
通
信
回
線
の
故
障
、
災
害
そ
の
他
の
理
由
に

よ
り
法
第
七
十
二
条
の
三
十
二
の
二
第
一
項
に
規
定

す
る
地
方
税
関
係
手
続
用
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使

用
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
事
情
が
生
じ
た
日

四
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

３
　
法
第
七
十
二
条
の
三
十
二
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る

総
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
電
気
通
信
回
線
の
故

障
、
災
害
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
同
条
第
一
項
に
規
定

す
る
地
方
税
関
係
手
続
用
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用

す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

と
す
る
。

４
　
法
第
七
十
二
条
の
三
十
二
の
二
第
八
項
に
規
定
す
る

総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す

る
。

一
　
届
出
を
す
る
内
国
法
人
の
名
称
、
事
務
所
又
は
事

業
所
所
在
の
道
府
県
及
び
法
人
番
号

二
　
代
表
者
の
氏
名

三
　
法
第
七
十
二
条
の
三
十
二
の
二
第
一
項
の
承
認
を

受
け
た
日
又
は
そ
の
承
認
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
さ

れ
た
日

四
　
法
第
七
十
二
条
の
三
十
二
の
二
第
一
項
の
規
定
の

適
用
を
や
め
よ
う
と
す
る
理
由

五
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

（
租
税
条
約
に
基
づ
く
申
立
て
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お

け
る
法
人
の
事
業
税
の
徴
収
猶
予
の
申
請
書
類
）

第
五
条
の
二
の
三
　
政
令
第
三
十
二
条
の
二
第
四
項
の
規

定
に
よ
る
申
請
書
の
様
式
は
、
第
十
号
の
五
様
式
と
す

る
。

２
　
政
令
第
三
十
二
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
総
務
省

令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一
　
法
第
七
十
二
条
の
三
十
九
の
二
第
一
項
の
申
立
て

を
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

二
　
法
第
七
十
二
条
の
三
十
九
の
二
第
一
項
に
規
定
す

る
申
告
納
付
す
べ
き
所
得
割
額
若
し
く
は
付
加
価
値

割
額
又
は
更
正
若
し
く
は
決
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き

所
得
割
額
若
し
く
は
付
加
価
値
割
額
が
、
租
税
特
別

措
置
法
第
六
十
六
条
の
四
第
二
十
七
項
第
一
号
（
同

法
第
六
十
六
条
の
四
の
三
第
十
四
項
又
は
第
六
十
七

条
の
十
八
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
に
掲
げ
る
更
正
決
定
に
係
る
法
人
税
額
の
課

税
標
準
と
さ
れ
た
所
得
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と

及
び
前
号
の
申
立
て
に
係
る
条
約
相
手
国
等
（
法
第

七
十
二
条
の
三
十
九
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
条
約

相
手
国
等
を
い
う
。
）
と
の
間
の
相
互
協
議
（
法
第

七
十
二
条
の
三
十
九
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
相
互

協
議
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
対
象
で

あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

三
　
政
令
第
三
十
二
条
の
二
第
四
項
第
四
号
に
規
定
す

る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
に
は
、
供
託
書
の
正
本
、

抵
当
権
を
設
定
す
る
た
め
に
必
要
な
書
類
、
保
証
人

の
保
証
を
証
す
る
書
面
そ
の
他
の
担
保
の
提
供
に
関

す
る
書
類

（
法
第
七
十
二
条
の
三
十
九
の
三
に
規
定
す
る
国
税
庁

長
官
の
通
知
）

第
五
条
の
三
　
法
第
七
十
二
条
の
三
十
九
の
三
第
一
項
に

規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る

事
項
と
す
る
。

一
　
租
税
条
約
（
法
第
七
十
二
条
の
三
十
九
の
二
第
一

項
に
規
定
す
る
条
約
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
申
立
て
を
し
た
法
人
の
名

称
、
代
表
者
、
主
た
る
事
務
所
又
は
事
業
所
の
所
在

地
及
び
法
人
番
号

二
　
前
号
の
申
立
て
が
行
わ
れ
た
日

三
　
第
一
号
の
申
立
て
に
係
る
法
人
税
額
の
課
税
標
準

と
さ
れ
た
所
得
（
法
第
七
十
二
条
の
三
十
九
の
三
第

一
項
に
規
定
す
る
法
人
税
額
の
課
税
標
準
と
さ
れ
た

所
得
を
い
う
。
）
の
事
業
年
度

四
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

２
　
法
第
七
十
二
条
の
三
十
九
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る

総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す

る
。

一
　
租
税
条
約
に
規
定
す
る
申
立
て
を
し
た
法
人
の
名

称
、
代
表
者
、
主
た
る
事
務
所
又
は
事
業
所
の
所
在

地
及
び
法
人
番
号
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二
　
前
号
の
申
立
て
に
係
る
相
互
協
議
に
お
い
て
政
令

第
三
十
二
条
の
二
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該

当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日

三
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

３
　
法
第
七
十
二
条
の
三
十
九
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る

総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す

る
。

一
　
租
税
条
約
に
規
定
す
る
申
立
て
を
し
た
法
人
の
名

称
、
代
表
者
、
主
た
る
事
務
所
又
は
事
業
所
の
所
在

地
及
び
法
人
番
号

二
　
前
号
の
申
立
て
に
係
る
相
互
協
議
に
お
い
て
法
第

七
十
二
条
の
三
十
九
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
合
意

が
行
わ
れ
た
日

三
　
前
号
の
合
意
に
基
づ
く
法
人
税
額
の
課
税
標
準
と

さ
れ
た
所
得
（
法
第
七
十
二
条
の
三
十
九
の
三
第
三

項
に
規
定
す
る
法
人
税
額
の
課
税
標
準
と
さ
れ
た
所

得
を
い
う
。
）
の
事
業
年
度

四
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

（
適
格
合
併
に
係
る
合
併
法
人
が
法
第
七
十
二
条
の
四

十
八
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
事

業
税
の
課
税
標
準
）

第
六
条
　
法
第
七
十
二
条
の
四
十
八
第
二
項
た
だ
し
書
の

規
定
に
よ
り
関
係
道
府
県
に
申
告
納
付
す
べ
き
事
業
税

額
又
は
当
該
申
告
納
付
に
係
る
修
正
申
告
納
付
す
べ
き

事
業
税
額
を
算
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
法
人

が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
期
間
内
に
行
わ
れ
た
適
格
合
併

（
法
人
を
設
立
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
に
係
る
合
併
法
人
（
合
併
に
よ
り
被
合

併
法
人
（
合
併
に
よ
り
そ
の
有
す
る
資
産
及
び
負
債
の

移
転
を
行
つ
た
法
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
か
ら
資
産
及
び
負
債
の
移
転
を
受
け
た
法
人

を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
と

き
は
、
当
該
合
併
法
人
の
前
事
業
年
度
の
事
業
税
と
し

て
納
付
し
た
税
額
及
び
納
付
す
べ
き
こ
と
が
確
定
し
た

税
額
の
合
計
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
つ
た
法
第
七
十
二

条
の
四
十
八
第
一
項
に
規
定
す
る
課
税
標
準
額
の
総
額

（
第
一
号
に
お
い
て
「
課
税
標
準
額
の
総
額
」
と
い
う

。
）
を
前
事
業
年
度
の
月
数
で
除
し
て
得
た
額
に
中
間

期
間
の
月
数
を
乗
じ
て
計
算
し
た
額
に
相
当
す
る
額
に

は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
を
含
む
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
合
併
法
人
の
前
事
業
年
度
　
前
事
業
年
度
の

月
数
に
対
す
る
前
事
業
年
度
開
始
の
日
か
ら
そ
の
適

格
合
併
の
日
の
前
日
ま
で
の
月
数
の
割
合
に
中
間
期

間
の
月
数
を
乗
じ
た
数
を
被
合
併
法
人
の
確
定
課
税

標
準
額
の
総
額
（
当
該
合
併
法
人
の
当
該
事
業
年
度

開
始
の
日
の
一
年
前
の
日
以
後
に
終
了
し
た
当
該
適

格
合
併
に
係
る
被
合
併
法
人
の
各
事
業
年
度
に
係
る

事
業
税
額
と
し
て
当
該
合
併
法
人
の
法
第
七
十
二
条

の
二
十
六
第
一
項
に
規
定
す
る
六
月
経
過
日
の
前
日

ま
で
に
確
定
し
た
も
の
で
、
そ
の
計
算
の
基
礎
と
な

つ
た
各
事
業
年
度
（
そ
の
月
数
が
六
月
に
満
た
な
い

も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち

も
新
し
い
事
業
年
度
に

係
る
事
業
税
額
の
基
礎
と
な
つ
た
課
税
標
準
額
の
総

額
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
乗

じ
て
当
該
確
定
課
税
標
準
額
の
総
額
の
計
算
の
基
礎

と
な
つ
た
事
業
年
度
の
月
数
で
除
し
て
計
算
し
た

金
額

二
　
当
該
合
併
法
人
の
中
間
期
間
　
当
該
合
併
法
人
の

中
間
期
間
の
う
ち
そ
の
適
格
合
併
の
日
以
後
の
期
間

の
月
数
を
被
合
併
法
人
の
確
定
課
税
標
準
額
の
総
額

に
乗
じ
て
当
該
確
定
課
税
標
準
額
の
総
額
の
計
算
の

基
礎
と
な
つ
た
事
業
年
度
の
月
数
で
除
し
て
計
算
し

た
金
額

（
法
第
七
十
二
条
の
四
十
八
第
三
項
第
二
号
ロ
の
事
業

等
）

第
六
条
の
二
　
法
第
七
十
二
条
の
四
十
八
第
三
項
第
二
号

ロ
に
規
定
す
る
送
電
事
業
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
総
務

省
令
で
定
め
る
事
業
は
、
自
ら
が
維
持
し
、
及
び
運
用

す
る
送
電
用
の
電
気
工
作
物
（
電
気
事
業
法
第
二
条
第

一
項
第
十
八
号
に
規
定
す
る
電
気
工
作
物
を
い
う
。
）

に
よ
り
電
気
事
業
法
第
二
条
第
一
項
第
九
号
に
規
定
す

る
一
般
送
配
電
事
業
者
に
同
項
第
四
号
に
規
定
す
る
振

替
供
給
を
行
う
事
業
（
一
般
送
配
電
事
業
及
び
送
電
事

業
に
該
当
す
る
部
分
を
除
く
。
）
と
す
る
。

２
　
法
第
七
十
二
条
の
四
十
八
第
三
項
第
二
号
ロ
（
１
）

に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
電
圧
六
十

六
キ
ロ
ボ
ル
ト
以
上
の
電
線
路
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

（
課
税
標
準
額
の
総
額
の
分
割
基
準
で
あ
る
従
業
者
及

び
固
定
資
産
の
価
額
の
定
義
等
）

第
六
条
の
二
の
二
　
法
第
七
十
二
条
の
四
十
八
第
三
項
及

び
法
第
七
十
二
条
の
五
十
四
第
二
項
の
従
業
者
と
は
、

俸
給
、
給
料
、
賃
金
、
手
当
、
賞
与
そ
の
他
こ
れ
ら
の

性
質
を
有
す
る
給
与
の
支
払
を
受
け
る
べ
き
者
を
い

う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
業
の
経
営
者
で
あ

る
個
人
及
び
そ
の
親
族
又
は
同
居
人
の
う
ち
当
該
事
業

に
従
事
し
て
い
る
者
で
給
与
の
支
払
を
受
け
な
い
者

は
、
給
与
の
支
払
を
受
け
る
べ
き
も
の
と
み
な
す
。

２
　
法
第
七
十
二
条
の
四
十
八
第
四
項
第
一
号
た
だ
し
書

に
規
定
す
る
資
本
金
の
額
又
は
出
資
金
の
額
が
一
億
円

以
上
の
製
造
業
を
行
う
法
人
の
工
場
と
は
、
当
該
法
人

の
行
う
主
た
る
事
業
が
次
に
掲
げ
る
事
業
で
あ
る
も
の

の
物
品
の
製
造
、
加
工
又
は
組
立
て
等
生
産
に
関
す
る

業
務
が
行
わ
れ
て
い
る
同
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す

る
事
業
所
等
（
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
「
事
業

所
等
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

一
　
食
料
品
製
造
業

二
　
飲
料
・
た
ば
こ
・
飼
料
製
造
業

三
　
繊
維
工
業

四
　
木
材
・
木
製
品
製
造
業

五
　
家
具
・
装
備
品
製
造
業

六
　
パ
ル
プ
・
紙
・
紙
加
工
品
製
造
業

七
　
印
刷
・
同
関
連
業

八
　
化
学
工
業

九
　
石
油
製
品
・
石
炭
製
品
製
造
業

十
　
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品
製
造
業

十
一
　
ゴ
ム
製
品
製
造
業

十
二
　
な
め
し
革
・
同
製
品
・
毛
皮
製
造
業

十
三
　
窯
業
・
土
石
製
品
製
造
業

十
四
　
鉄
鋼
業

十
五
　
非
鉄
金
属
製
造
業

十
六
　
金
属
製
品
製
造
業

十
七
　
機
械
器
具
製
造
業

十
八
　
そ
の
他
の
製
造
業

十
九
　
自
動
車
整
備
業

二
十
　
機
械
修
理
業

二
十
一
　
電
気
機
械
器
具
修
理
業

３
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
資
本
金
の
額
又
は
出
資
金

の
額
が
一
億
円
以
上
の
法
人
で
あ
る
か
ど
う
か
の
判
定

は
、
当
該
事
業
年
度
終
了
の
日
の
現
況
に
よ
る
も
の
と

す
る
。

４
　
法
第
七
十
二
条
の
四
十
八
第
四
項
第
三
号
の
固
定
資

産
の
価
額
の
事
業
年
度
終
了
の
日
現
在
に
お
け
る
数
値

と
は
、
当
該
事
業
年
度
終
了
の
日
に
お
い
て
貸
借
対
照

表
に
記
載
さ
れ
て
い
る
土
地
、
家
屋
及
び
家
屋
以
外
の

減
価
償
却
が
可
能
な
有
形
固
定
資
産
（
建
設
仮
勘
定
に

お
い
て
経
理
さ
れ
て
い
る
固
定
資
産
の
う
ち
、
当
該
事

業
年
度
終
了
の
日
に
お
い
て
事
業
の
用
に
供
さ
れ
て
い

る
も
の
を
含
む
。
）
の
価
額
と
す
る
。

５
　
電
気
供
給
業
の
事
業
所
等
ご
と
の
固
定
資
産
の
価
額

に
つ
い
て
そ
の
区
分
が
困
難
な
場
合
に
お
い
て
総
務
大

臣
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
、
前
項
に
規
定
す
る
当
該

事
業
年
度
終
了
の
日
に
お
い
て
貸
借
対
照
表
に
記
載
さ

れ
て
い
る
固
定
資
産
の
価
額
を
左
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

る
設
備
ご
と
に
分
別
し
、
そ
の
分
別
さ
れ
た
価
格
を
下

欄
に
掲
げ
る
基
準
の
各
事
業
年
度
終
了
の
日
現
在
の
数

値
に
よ
り

あ
ん按

分
し
た
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
一
）
　
発
電
設
備
発
電
所
及
び
蓄
電
用
の
施
設
の
認
可

出
力

（
二
）
　
送
電
設
備
支
持
物
基
数

（
三
）
　
配
電
設
備
支
持
物
基
数

（
四
）
　
変
電
設
備
変
電
所
の
設
備
容
量

（
五
）
　
業
務
設
備
従
業
者
数

６
　
前
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
法
人
は
、
法
第
七

十
二
条
の
二
十
五
第
一
項
、
第
七
十
二
条
の
二
十
六
第

一
項
、
第
七
十
二
条
の
二
十
八
第
一
項
及
び
第
七
十
二

条
の
二
十
九
第
一
項
の
申
告
納
付
の
期
限
前
五
日
ま
で

に
、
事
業
所
等
ご
と
の
固
定
資
産
の
価
額
に
つ
い
て
、

そ
の
区
分
が
困
難
で
あ
る
旨
の
事
由
を
記
載
し
た
書
類

を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
売
上
総
利
益
金
額
の
算
定
方
法
）

第
六
条
の
三
　
政
令
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
の
売
上
総

利
益
金
額
は
、
売
上
高
か
ら
売
上
原
価
を
控
除
し
た
金

額
と
す
る
。

（
分
割
基
準
の
誤
り
に
係
る
法
人
の
事
業
税
の
更
正
の

請
求
の
手
続
等
）

第
六
条
の
四
　
法
第
七
十
二
条
の
四
十
八
の
二
第
四
項
の

規
定
に
よ
る
更
正
の
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
法
人
は
、

同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
更
正
請
求
書
に
次
項
の
規
定

に
よ
つ
て
主
た
る
事
務
所
又
は
事
業
所
所
在
地
の
道
府

県
知
事
に
届
け
出
た
こ
と
を
証
す
る
文
書
を
添
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
法
人
は
、
あ
ら
か
じ
め
主
た
る
事
務
所
又
は

事
業
所
所
在
地
の
道
府
県
知
事
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
第
十
号
の
二
様
式
に
よ
り
届
け
出
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一
　
請
求
を
す
る
法
人
の
名
称
、
所
在
地
及
び
法
人

番
号

二
　
修
正
し
た
分
割
基
準
の
明
細

三
　
分
割
基
準
に
つ
い
て
誤
り
を
生
じ
た
事
情
の
詳
細

３
　
法
人
の
主
た
る
事
務
所
又
は
事
業
所
所
在
地
の
道
府

県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
つ
た
と
き

は
、
当
該
法
人
に
対
し
、
当
該
届
出
が
あ
つ
た
こ
と
を

証
す
る
文
書
を
交
付
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
旨
を
関
係

道
府
県
知
事
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
更
正
請
求
書
の
様
式
）

第
六
条
の
五
　
法
人
が
更
正
の
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
場

合
に
お
い
て
、
法
第
二
十
条
の
九
の
三
第
三
項
及
び
第

七
十
二
条
の
四
十
八
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
更
正
請

求
書
は
、
道
府
県
民
税
又
は
事
業
税
若
し
く
は
特
別
法

人
事
業
税
に
つ
い
て
は
第
十
号
の
三
様
式
、
市
町
村
民

税
に
つ
い
て
は
第
十
号
の
四
様
式
に
よ
る
も
の
と
す

る
。

（
法
第
七
十
二
条
の
四
十
九
の
六
第
四
項
の
場
合
等
）

第
六
条
の
六
　
法
第
七
十
二
条
の
四
十
九
の
六
第
四
項
に

規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
税
理
士
法
施

行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
大
蔵
省
令
第
五
十
五
号
）
第

十
五
条
の
税
務
代
理
権
限
証
書
（
次
項
に
お
い
て
「
税

務
代
理
権
限
証
書
」
と
い
う
。
）
に
、
法
第
七
十
二
条
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の
四
十
九
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
納
税
義
務
者
へ
の

調
査
の
通
知
は
税
務
代
理
人
に
対
し
て
す
れ
ば
足
り
る

旨
の
記
載
が
あ
る
場
合
と
す
る
。

２
　
法
第
七
十
二
条
の
四
十
九
の
六
第
五
項
に
規
定
す
る

総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
税
務
代
理
権
限
証
書

に
、
当
該
税
務
代
理
権
限
証
書
を
提
出
す
る
者
を
同
項

の
代
表
す
る
税
務
代
理
人
と
し
て
定
め
た
旨
の
記
載
が

あ
る
場
合
と
す
る
。

（
個
人
の
事
業
税
に
係
る
申
告
書
の
様
式
等
）

第
六
条
の
七
　
法
第
七
十
二
条
の
五
十
五
第
一
項
又
は
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
及
び
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
申
告
書
と
あ
わ
せ
て
す
べ
き
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

申
告
書
の
様
式
は
、
第
十
四
号
の
二
様
式
と
す
る
。

２
　
第
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
は
、
法
第
七
十
二
条
の

五
十
五
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を

提
出
す
る
者
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第

二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
中
「
市
町
村
長
」
と
あ
る
の

は
「
道
府
県
知
事
」
と
、
「
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項

及
び
第
三
項
並
び
に
第
三
百
十
七
条
の
二
第
一
項
及
び

第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
二
条
の
五
十
五
第
一

項
及
び
第
二
項
」
と
、
「
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民

税
」
と
あ
る
の
は
「
事
業
税
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。

（
申
告
書
の
付
記
事
項
）

第
六
条
の
八
　
法
第
七
十
二
条
の
五
十
五
の
二
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
申
告
書
に
付
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事

項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
所
得
税
法
第
二
十
六
条
第
二
項
及
び
第
二
十
七
条

第
二
項
（
同
法
第
百
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
こ
れ

ら
の
規
定
に
準
ず
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
金
額
又
は
法
第
三
十
二
条
第
二

項
の
規
定
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る

所
得
税
法
第
二
十
六
条
第
二
項
及
び
第
二
十
七
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
金
額
（
農
業
に
係
る

金
額
を
除
く
も
の
と
す
る
。
以
下
「
事
業
所
得
等
の

金
額
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
に
次
に
掲
げ
る
金
額
を

有
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
金
額

イ
　
法
第
七
十
二
条
の
二
に
規
定
す
る
第
一
種
事

業
、
第
二
種
事
業
及
び
第
三
種
事
業
以
外
の
事
業

に
係
る
事
業
所
得
等
の
金
額

ロ
　
法
第
七
十
二
条
の
四
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事

業
に
係
る
事
業
所
得
等
の
金
額

ハ
　
法
第
七
十
二
条
の
四
十
九
の
十
三
の
規
定
に
よ

り
控
除
す
べ
き
金
額

ニ
　
租
税
特
別
措
置
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定

又
は
法
第
三
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法
第

二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
事
業

所
得
等
の
金
額

二
　
所
得
税
法
第
五
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
青
色

事
業
専
従
者
と
さ
れ
な
か
つ
た
親
族
に
つ
き
法
第
七

十
二
条
の
四
十
九
の
十
二
第
二
項
後
段
の
規
定
の
適

用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
同
項
に
規

定
す
る
青
色
事
業
専
従
者
の
氏
名
、
個
人
番
号
（
行

政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の

番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
五
項
に
規

定
す
る
個
人
番
号
を
い
う
。
以
下
事
業
税
に
つ
い
て

同
じ
。
）
及
び
そ
の
青
色
事
業
専
従
者
に
支
給
し
た

給
与
の
総
額

三
　
前
年
分
の
事
業
の
所
得
の
計
算
上
生
じ
た
損
失
の

う
ち
に
法
第
七
十
二
条
の
四
十
九
の
十
二
第
八
項
の

被
災
事
業
用
資
産
の
損
失
の
金
額
を
有
す
る
者
に
あ

つ
て
は
、
そ
の
金
額

四
　
法
第
七
十
二
条
の
四
十
九
の
十
二
第
十
三
項
に
規

定
す
る
譲
渡
損
失
の
金
額
を
有
す
る
者
に
あ
つ
て

は
、
そ
の
金
額

五
　
租
税
特
別
措
置
法
第
二
十
五
条
の
二
に
規
定
す
る

青
色
申
告
特
別
控
除
の
適
用
を
受
け
た
者
に
あ
つ
て

は
、
そ
の
旨

六
　
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
四
第
一
項
及
び

第
四
十
一
条
の
四
の
二
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受

け
た
者
に
あ
つ
て
は
、
所
得
税
法
第
二
十
六
条
第
二

項
の
規
定
又
は
法
第
三
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
お

い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
所
得
税
法
第
二

十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
不
動
産
所

得
の
金
額

七
　
前
年
中
に
事
業
を
開
始
し
た
者
に
あ
つ
て
は
、
そ

の
開
業
月
日

八
　
主
た
る
事
務
所
又
は
事
業
所
所
在
の
道
府
県
以
外

の
道
府
県
に
お
け
る
事
務
所
又
は
事
業
所
の
有
無

（
租
税
条
約
に
基
づ
く
申
立
て
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お

け
る
個
人
の
事
業
税
の
徴
収
猶
予
の
申
請
書
類
）

第
六
条
の
九
　
政
令
第
三
十
五
条
の
四
の
二
第
三
項
の
規

定
に
よ
る
申
請
書
の
様
式
は
、
第
十
四
号
の
三
様
式
と

す
る
。

２
　
政
令
第
三
十
五
条
の
四
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
総

務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す

る
。

一
　
法
第
七
十
二
条
の
五
十
七
の
二
第
一
項
の
申
立
て

を
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

二
　
法
第
七
十
二
条
の
五
十
七
の
二
第
一
項
に
規
定
す

る
事
業
税
額
が
、
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
条
の
三

の
三
第
二
十
二
項
第
一
号
（
同
法
第
四
十
一
条
の
十

九
の
五
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
に
掲
げ
る
更
正
決
定
に
係
る
所
得
税
の
額
の

計
算
の
基
礎
と
な
つ
た
所
得
に
基
づ
き
課
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
及
び
前
号
の
申
立
て
に
係
る
条
約
相

手
国
等
（
法
第
七
十
二
条
の
五
十
七
の
二
第
一
項
に

規
定
す
る
条
約
相
手
国
等
を
い
う
。
）
と
の
間
の
相

互
協
議
（
同
項
に
規
定
す
る
相
互
協
議
を
い
う
。
次

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
対
象
で
あ
る
こ
と
を
明
ら

か
に
す
る
書
類

三
　
政
令
第
三
十
五
条
の
四
の
二
第
三
項
第
四
号
に
規

定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
に
は
、
供
託
書
の
正

本
、
抵
当
権
を
設
定
す
る
た
め
に
必
要
な
書
類
、
保

証
人
の
保
証
を
証
す
る
書
面
そ
の
他
の
担
保
の
提
供

に
関
す
る
書
類

（
法
第
七
十
二
条
の
五
十
七
の
三
に
規
定
す
る
国
税
庁

長
官
の
通
知
）

第
六
条
の
十
　
法
第
七
十
二
条
の
五
十
七
の
三
第
一
項
に

規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る

事
項
と
す
る
。

一
　
租
税
条
約
（
法
第
七
十
二
条
の
五
十
七
の
二
第
一

項
に
規
定
す
る
租
税
条
約
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
申
立
て
を
し
た
事
業

税
の
納
税
義
務
者
の
氏
名
、
主
た
る
事
務
所
又
は
事

業
所
の
所
在
地
及
び
個
人
番
号

二
　
前
号
の
申
立
て
が
行
わ
れ
た
日

三
　
第
一
号
の
申
立
て
に
係
る
所
得
税
の
額
の
計
算
の

基
礎
と
な
つ
た
所
得
（
法
第
七
十
二
条
の
五
十
七
の

三
第
一
項
に
規
定
す
る
所
得
税
の
額
の
計
算
の
基
礎

と
な
つ
た
所
得
を
い
う
。
）
の
年
分

四
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

２
　
法
第
七
十
二
条
の
五
十
七
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る

総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す

る
。

一
　
租
税
条
約
に
規
定
す
る
申
立
て
を
し
た
事
業
税
の

納
税
義
務
者
の
氏
名
、
主
た
る
事
務
所
又
は
事
業
所

の
所
在
地
及
び
個
人
番
号

二
　
前
号
の
申
立
て
に
係
る
相
互
協
議
に
お
い
て
政
令

第
三
十
五
条
の
四
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合

に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日

三
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

３
　
法
第
七
十
二
条
の
五
十
七
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る

総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す

る
。

一
　
租
税
条
約
に
規
定
す
る
申
立
て
を
し
た
事
業
税
の

納
税
義
務
者
の
氏
名
、
主
た
る
事
務
所
又
は
事
業
所

の
所
在
地
及
び
個
人
番
号

二
　
前
号
の
申
立
て
に
係
る
相
互
協
議
に
お
い
て
法
第

七
十
二
条
の
五
十
七
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
合
意

が
行
わ
れ
た
日

三
　
前
号
の
合
意
に
基
づ
く
所
得
税
の
額
の
計
算
の
基

礎
と
な
つ
た
所
得
（
法
第
七
十
二
条
の
五
十
七
の
三

第
三
項
に
規
定
す
る
所
得
税
の
額
の
計
算
の
基
礎
と

な
つ
た
所
得
を
い
う
。
）
の
年
分

四
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

（
法
第
七
十
二
条
の
六
十
三
の
二
第
四
項
の
場
合
等
）

第
七
条
　
法
第
七
十
二
条
の
六
十
三
の
二
第
四
項
に
規
定

す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
税
理
士
法
施
行
規

則
第
十
五
条
の
税
務
代
理
権
限
証
書
（
次
項
に
お
い
て

「
税
務
代
理
権
限
証
書
」
と
い
う
。
）
に
、
法
第
七
十
二

条
の
六
十
三
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
納
税
義
務
者
へ

の
調
査
の
通
知
は
税
務
代
理
人
に
対
し
て
す
れ
ば
足
り

る
旨
の
記
載
が
あ
る
場
合
と
す
る
。

２
　
法
第
七
十
二
条
の
六
十
三
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る

総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
税
務
代
理
権
限
証
書

に
、
当
該
税
務
代
理
権
限
証
書
を
提
出
す
る
者
を
同
項

の
代
表
す
る
税
務
代
理
人
と
し
て
定
め
た
旨
の
記
載
が

あ
る
場
合
と
す
る
。

（
法
第
七
十
二
条
の
七
十
六
及
び
第
七
百
三
十
四
条
第

四
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
経
済
構
造
統
計
等
）

第
七
条
の
二
　
法
第
七
十
二
条
の
七
十
六
及
び
第
七
百
三

十
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
経
済

構
造
統
計
は
、
経
済
セ
ン
サ
ス
活
動
調
査
規
則
（
平
成

二
十
三
年
総
務
省
・
経
済
産
業
省
令
第
一
号
）
に
よ
り

令
和
三
年
六
月
一
日
現
在
に
お
い
て
行
つ
た
同
令
第
一

条
に
規
定
す
る
経
済
セ
ン
サ
ス
活
動
調
査
の
結
果
と
し

て
公
表
さ
れ
た
事
業
所
に
関
す
る
集
計
の
う
ち
産
業
横

断
的
集
計
の
う
ち
事
業
所
数
、
従
業
者
数
第
一―

一
表

（
経
営
組
織
（
二
区
分
）
別
全
事
業
所
数
、
男
女
別
従

業
者
数
、
一
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
当
た
り
事
業
所
数
及

び
従
業
者
数―

全
国
、
都
道
府
県
、
郡
・
支
庁
等
、
市

区
町
村
）
と
す
る
。

２
　
法
第
七
十
二
条
の
七
十
六
及
び
第
七
百
三
十
四
条
第

四
項
に
規
定
す
る
経
済
構
造
統
計
の

近
に
公
表
さ
れ

た
結
果
に
よ
る
各
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
従
業
者
数
は
、
前
項
に
規

定
す
る
統
計
表
に
記
載
さ
れ
た
従
業
者
数
の
確
定
数
と

す
る
。
た
だ
し
、
当
該
従
業
者
数
の
確
定
数
が
公
表
さ

れ
た
後
に
お
い
て
市
町
村
の
廃
置
分
合
若
し
く
は
境
界

変
更
が
あ
つ
た
と
き
又
は
市
町
村
の
境
界
が
確
定
し
た

と
き
は
、
都
道
府
県
知
事
が
必
要
と
認
め
る
場
合
に
限

り
、
当
該
廃
置
分
合
若
し
く
は
境
界
変
更
又
は
境
界
確

定
に
係
る
区
域
の
従
業
者
数
を
関
係
市
町
村
の
従
業
者

数
に
加
え
、
又
は
関
係
市
町
村
の
従
業
者
数
か
ら
減
じ

た
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

20



（
福
島
県
双
葉
郡
楢
葉
町
等
に
係
る
従
業
者
数
の
定
義

の
特
例
）

第
七
条
の
二
の
二
　
福
島
県
双
葉
郡
楢
葉
町
、
富
岡
町
、

大
熊
町
、
双
葉
町
及
び
浪
江
町
並
び
に
相
馬
郡
飯
舘
村

に
対
す
る
法
第
七
十
二
条
の
七
十
六
及
び
第
七
百
三
十

四
条
第
四
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の

間
、
経
済
構
造
統
計
の

近
に
公
表
さ
れ
た
結
果
に
よ

る
当
該
市
町
村
の
従
業
者
数
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
経
済
セ
ン
サ
ス
基
礎
調
査
規
則
（
平
成
三
十

一
年
総
務
省
令
第
四
十
六
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
経
済

セ
ン
サ
ス
基
礎
調
査
規
則
（
平
成
二
十
年
総
務
省
令
第

百
二
十
五
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
経
済
セ
ン

サ
ス
基
礎
調
査
規
則
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
調
査
し
た

平
成
二
十
一
年
七
月
一
日
現
在
に
お
け
る
当
該
市
町
村

の
従
業
者
数
の
確
定
数
に
、
令
和
三
年
五
月
三
十
一
日

に
お
い
て
住
民
基
本
台
帳
法
に
基
づ
き
住
民
基
本
台
帳

に
記
載
さ
れ
て
い
る
者
の
数
を
平
成
二
十
一
年
六
月
三

十
日
に
お
い
て
同
法
に
基
づ
き
住
民
基
本
台
帳
に
記
載

さ
れ
て
い
る
者
の
数
で
除
し
て
得
た
率
を
乗
じ
て
得
た

従
業
者
数
（
そ
の
従
業
者
数
が
旧
経
済
セ
ン
サ
ス
基
礎

調
査
規
則
に
よ
り
調
査
し
た
同
年
七
月
一
日
現
在
に
お

け
る
当
該
市
町
村
の
従
業
者
数
を
超
え
る
と
き
は
、
旧

経
済
セ
ン
サ
ス
基
礎
調
査
規
則
に
よ
り
調
査
し
た
同
日

現
在
に
お
け
る
当
該
市
町
村
の
従
業
者
数
と
す
る
。
）

と
す
る
。

（
法
人
の
事
業
税
の
交
付
額
の
算
定
の
特
例
）

第
七
条
の
二
の
三
　
道
府
県
は
、
政
令
第
三
十
五
条
の
四

の
七
の
規
定
に
よ
り
各
交
付
時
期
に
交
付
す
べ
き
額
を

算
定
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
交
付
す
べ
き
額
が
負

数
と
な
る
と
き
は
、
当
該
交
付
時
期
に
お
い
て
は
交
付

を
行
わ
な
い
も
の
と
し
、
当
該
負
数
と
な
つ
た
額
を
当

該
交
付
時
期
の
次
の
交
付
時
期
に
交
付
す
べ
き
額
か
ら

減
額
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
は
、
政
令
第
五
十
七
条
の
二
の
八
第
三

項
の
規
定
に
よ
る
都
に
お
け
る
法
人
の
行
う
事
業
に
対

す
る
事
業
税
の
交
付
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
譲
渡
割
の
中
間
申
告
書
の
記
載
事
項
）

第
七
条
の
二
の
四
　
法
第
七
十
二
条
の
八
十
七
第
一
項
の

事
業
者
が
同
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
提
出
す
る
場

合
に
は
、
当
該
申
告
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
申
告
者
の
氏
名
又
は
名
称
（
代
表
者
の
氏
名
を
含

む
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
法

第
七
十
二
条
の
七
十
八
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業

者
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
場
所
（
当
該

場
所
と
住
所
若
し
く
は
居
所
又
は
本
店
若
し
く
は
主

た
る
事
務
所
の
所
在
地
（
以
下
こ
の
号
、
次
条
及
び

第
七
条
の
二
の
七
に
お
い
て
「
住
所
等
」
と
い
う
。
）

と
が
異
な
る
場
合
に
は
、
当
該
場
所
及
び
住
所
等
。

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
個
人
番
号

（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た

め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
五
項

に
規
定
す
る
個
人
番
号
を
い
う
。
以
下
地
方
消
費
税

に
つ
い
て
同
じ
。
）
又
は
法
人
番
号
（
同
法
第
二
条

第
十
五
項
に
規
定
す
る
法
人
番
号
を
い
う
。
以
下
地

方
消
費
税
に
つ
い
て
同
じ
。
）
（
個
人
番
号
及
び
法
人

番
号
を
有
し
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
氏
名
又
は
名
称

及
び
法
第
七
十
二
条
の
七
十
八
第
二
項
各
号
に
掲
げ

る
事
業
者
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
場

所
）

二
　
当
該
申
告
書
に
係
る
課
税
期
間
（
法
第
七
十
二
条

の
七
十
八
第
三
項
に
規
定
す
る
課
税
期
間
を
い
う
。

次
条
及
び
第
七
条
の
二
の
六
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

初
日
及
び
末
日
の
年
月
日

三
　
消
費
税
法
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
百
八
号
）
第

四
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
中
間
申
告
対
象
期
間

の
初
日
及
び
末
日
の
年
月
日

四
　
当
該
中
間
申
告
対
象
期
間
に
係
る
消
費
税
法
第
四

十
二
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
（
同
法
第
四

十
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申

告
書
を
提
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
項
第
四
号

に
掲
げ
る
金
額
）

五
　
前
号
に
掲
げ
る
金
額
に
七
十
八
分
の
二
十
二
を
乗

じ
て
得
た
金
額

六
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

２
　
前
項
の
規
定
は
、
法
第
七
十
二
条
の
八
十
七
第
二
項

の
事
業
者
が
同
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
提
出
す
る

場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前

項
第
四
号
中
「
消
費
税
法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
一

号
」
と
あ
る
の
は
、
「
消
費
税
法
第
四
十
二
条
第
四
項

第
一
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３
　
第
一
項
の
規
定
は
、
法
第
七
十
二
条
の
八
十
七
第
三

項
の
事
業
者
が
同
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
提
出
す

る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

第
一
項
第
四
号
中
「
消
費
税
法
第
四
十
二
条
第
一
項
第

一
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
消
費
税
法
第
四
十
二
条
第
六

項
第
一
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
譲
渡
割
の
確
定
申
告
書
の
記
載
事
項
）

第
七
条
の
二
の
五
　
法
第
七
十
二
条
の
八
十
八
第
一
項
の

事
業
者
が
同
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
提
出
す
る
場

合
に
は
、
当
該
申
告
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
申
告
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
法
第
七
十
二
条
の
七

十
八
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
者
の
区
分
に
応
じ

当
該
各
号
に
定
め
る
場
所
（
当
該
場
所
と
住
所
等
と

が
異
な
る
場
合
に
は
、
当
該
場
所
及
び
住
所
等
。
以

下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
個
人
番
号
又
は

法
人
番
号
（
個
人
番
号
及
び
法
人
番
号
を
有
し
な
い

者
に
あ
つ
て
は
、
氏
名
又
は
名
称
及
び
法
第
七
十
二

条
の
七
十
八
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
者
の
区
分

に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
場
所
）

二
　
当
該
申
告
書
に
係
る
課
税
期
間
の
初
日
及
び
末
日

の
年
月
日

三
　
当
該
課
税
期
間
に
係
る
法
第
七
十
二
条
の
八
十
八

第
一
項
に
規
定
す
る
消
費
税
額

四
　
前
号
に
掲
げ
る
消
費
税
額
を
課
税
標
準
と
し
て
算

定
し
た
譲
渡
割
額

五
　
そ
の
事
業
者
が
当
該
課
税
期
間
に
つ
き
法
第
七
十

二
条
の
八
十
七
各
項
の
規
定
に
よ
り
譲
渡
割
を
納
付

す
べ
き
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
課
税
期
間
に
係

る
法
第
七
十
二
条
の
八
十
八
第
一
項
に
規
定
す
る
譲

渡
割
の
中
間
納
付
額

六
　
前
号
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
第
四
号
に

掲
げ
る
譲
渡
割
額
か
ら
前
号
に
掲
げ
る
譲
渡
割
の
中

間
納
付
額
を
控
除
し
た
額

七
　
第
四
号
に
掲
げ
る
譲
渡
割
額
か
ら
第
五
号
に
掲
げ

る
譲
渡
割
の
中
間
納
付
額
を
控
除
し
て
な
お
不
足
額

が
あ
る
と
き
は
、
当
該
不
足
額

八
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

２
　
法
第
七
十
二
条
の
八
十
八
第
二
項
の
事
業
者
が
同
項

の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
提
出
す
る
場
合
に
は
、
当
該

申
告
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一
　
申
告
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
法
第
七
十
二
条
の
七

十
八
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
者
の
区
分
に
応
じ

当
該
各
号
に
定
め
る
場
所
（
当
該
場
所
と
住
所
等
と

が
異
な
る
場
合
に
は
、
当
該
場
所
及
び
住
所
等
。
以

下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
個
人
番
号
又
は

法
人
番
号
（
個
人
番
号
及
び
法
人
番
号
を
有
し
な
い

者
に
あ
つ
て
は
、
氏
名
又
は
名
称
及
び
法
第
七
十
二

条
の
七
十
八
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
者
の
区
分

に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
場
所
）

二
　
当
該
申
告
書
に
係
る
課
税
期
間
の
初
日
及
び
末
日

の
年
月
日

三
　
当
該
課
税
期
間
に
係
る
法
第
七
十
二
条
の
八
十
八

第
二
項
に
規
定
す
る
不
足
額

四
　
前
号
に
掲
げ
る
不
足
額
に
七
十
八
分
の
二
十
二
を

乗
じ
て
得
た
金
額

五
　
そ
の
事
業
者
が
当
該
課
税
期
間
に
つ
き
法
第
七
十

二
条
の
八
十
七
各
項
の
規
定
に
よ
り
譲
渡
割
を
納
付

す
べ
き
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
課
税
期
間
に
係

る
法
第
七
十
二
条
の
八
十
八
第
一
項
に
規
定
す
る
譲

渡
割
の
中
間
納
付
額

六
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

（
死
亡
の
場
合
の
譲
渡
割
の
確
定
申
告
等
の
特
例
）

第
七
条
の
二
の
六
　
法
第
七
十
二
条
の
八
十
八
第
一
項
又

は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
七
十
二
条
の
八
十
七
第

一
項
に
規
定
す
る
承
継
相
続
人
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
承
継
相
続
人
」
と
い
う
。
）
が
申
告
書
を
提
出
す

る
場
合
に
は
、
当
該
申
告
書
に
は
、
前
条
第
一
項
各
号

又
は
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
併
せ
て
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
被
相
続
人
（
包
括
遺
贈
者
を
含
む
。
次
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
氏
名
及
び
そ
の
者
に
係
る
法
第
七
十

二
条
の
七
十
八
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
者
の
区

分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
場
所
（
当
該
場
所
と

そ
の
死
亡
の
時
に
お
け
る
住
所
又
は
居
所
と
が
異
な

る
場
合
に
は
、
当
該
場
所
及
び
そ
の
死
亡
の
時
に
お

け
る
住
所
又
は
居
所
）

二
　
各
承
継
相
続
人
の
氏
名
、
住
所
又
は
居
所
、
個
人

番
号
、
被
相
続
人
と
の
続
柄
、
民
法
第
九
百
条
か
ら

第
九
百
二
条
ま
で
の
規
定
に
よ
る
そ
の
相
続
分
及
び

相
続
又
は
遺
贈
に
よ
つ
て
得
た
財
産
の
価
額
（
個
人

番
号
を
有
し
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
氏
名
、
住
所
又

は
居
所
、
被
相
続
人
と
の
続
柄
、
同
法
第
九
百
条
か

ら
第
九
百
二
条
ま
で
の
規
定
に
よ
る
そ
の
相
続
分
及

び
相
続
又
は
遺
贈
に
よ
つ
て
得
た
財
産
の
価
額
）

三
　
承
継
相
続
人
が
限
定
承
認
を
し
た
場
合
に
は
、
そ

の
旨

四
　
承
継
相
続
人
が
二
人
以
上
あ
る
場
合
に
は
、
前
条

第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
譲
渡
割
額
（
同
項
第
五
号

の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
同
項
第
六
号
に
掲

げ
る
額
に
相
当
す
る
譲
渡
割
額
）
を
第
二
号
の
各
承

継
相
続
人
の
相
続
分
に
よ
り
按
分
し
て
計
算
し
た
金

額
に
相
当
す
る
譲
渡
割
額

２
　
前
項
の
申
告
書
を
提
出
す
る
場
合
に
お
い
て
、
承
継

相
続
人
が
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
当
該
申
告
書
は
、

各
承
継
相
続
人
が
連
署
に
よ
る
一
の
書
面
で
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
他
の
承
継
相
続
人
の
氏

名
を
付
記
し
て
各
別
に
提
出
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
告
書
に
は
、
前
項
第
二

号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
氏
名
を
付
記
す
る
他
の
承
継

相
続
人
の
個
人
番
号
は
、
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
な

い
。

３
　
前
項
本
文
の
方
法
に
よ
り
同
項
の
申
告
書
を
提
出
す

る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
告
書
が
前
条
第
一
項
第
七

号
に
掲
げ
る
不
足
額
の
記
載
の
あ
る
も
の
で
あ
る
と
き

は
当
該
不
足
額
を
、
当
該
申
告
書
が
同
条
第
二
項
の
規
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定
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る

金
額
及
び
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
譲
渡
割
の
中
間
納
付

額
を
、
当
該
申
告
書
に
各
人
別
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

４
　
第
二
項
た
だ
し
書
の
方
法
に
よ
り
同
項
の
申
告
書
を

提
出
し
た
承
継
相
続
人
は
、
遅
滞
な
く
、
他
の
承
継
相

続
人
に
対
し
、
当
該
申
告
書
に
記
載
し
た
事
項
の
要
領

を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
第
一
項
、
第
二
項
及
び
前
項
の
規
定
は
、
法
第
七
十

二
条
の
八
十
七
各
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
提
出
す

べ
き
個
人
事
業
者
（
法
第
七
十
二
条
の
七
十
七
第
一
号

に
規
定
す
る
個
人
事
業
者
を
い
う
。
）
が
当
該
申
告
書

に
係
る
消
費
税
法
第
四
十
二
条
第
一
項
、
第
四
項
又
は

第
六
項
に
規
定
す
る
一
月
中
間
申
告
対
象
期
間
の
末
日

の
翌
日
（
当
該
一
月
中
間
申
告
対
象
期
間
が
当
該
課
税

期
間
開
始
の
日
以
後
一
月
の
期
間
で
あ
る
場
合
に
は
、

当
該
課
税
期
間
開
始
の
日
か
ら
二
月
を
経
過
し
た
日
）
、

三
月
中
間
申
告
対
象
期
間
の
末
日
の
翌
日
又
は
六
月
中

間
申
告
対
象
期
間
の
末
日
の
翌
日
か
ら
当
該
申
告
書
の

提
出
期
限
ま
で
の
間
に
当
該
申
告
書
を
提
出
し
な
い
で

死
亡
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
承
継
相
続
人
が
当
該

申
告
書
を
提
出
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
貨
物
割
の
申
告
書
の
記
載
事
項
）

第
七
条
の
二
の
七
　
法
第
七
十
二
条
の
百
一
に
規
定
す
る

者
が
同
条
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
提
出
す
る
場
合
に

は
、
当
該
申
告
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
申
告
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
等
又
は
法
第

七
十
二
条
の
七
十
八
第
一
項
に
規
定
す
る
課
税
貨
物

（
第
三
号
及
び
第
四
号
に
お
い
て
「
課
税
貨
物
」
と

い
う
。
）
の
引
取
り
に
係
る
事
務
所
、
事
業
所
そ
の

他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
の
所
在
地

二
　
引
取
り
を
し
よ
う
と
す
る
法
第
七
十
二
条
の
七
十

八
第
一
項
に
規
定
す
る
保
税
地
域
の
所
在
地

三
　
当
該
保
税
地
域
か
ら
引
き
取
ろ
う
と
す
る
課
税
貨

物
の
品
名
及
び
品
名
ご
と
の
数
量

四
　
当
該
課
税
貨
物
の
品
名
ご
と
の
法
第
七
十
二
条
の

百
一
に
規
定
す
る
消
費
税
額

五
　
前
号
に
掲
げ
る
消
費
税
額
を
課
税
標
準
と
し
て
算

定
し
た
貨
物
割
額
及
び
当
該
貨
物
割
額
の
合
計
額

六
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

（
貨
物
割
に
係
る
徴
収
取
扱
費
の
国
庫
納
付
）

第
七
条
の
二
の
八
　
道
府
県
知
事
は
、
法
第
七
十
二
条
の

百
十
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
つ
た
場
合
に

お
い
て
は
、
速
や
か
に
、
当
該
通
知
が
あ
つ
た
日
及
び

当
該
通
知
に
係
る
徴
収
取
扱
費
基
礎
額
（
政
令
第
三
十

五
条
の
十
七
第
一
項
に
規
定
す
る
徴
収
取
扱
費
基
礎
額

を
い
う
。
）
に
よ
り
算
定
し
た
徴
収
取
扱
費
（
法
第
七

十
二
条
の
百
十
三
第
一
項
に
規
定
す
る
徴
収
取
扱
費
を

い
う
。
）
の
額
を
国
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
道
府
県
は
、
前
項
の
徴
収
取
扱
費
の
額
を
国
が
発
行

す
る
納
入
告
知
書
に
基
づ
き
国
庫
に
納
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
法
第
七
十
二
条
の
百
十
四
第
四
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
経
済
構
造
統
計
等
）

第
七
条
の
二
の
九
　
法
第
七
十
二
条
の
百
十
四
第
四
項
に

規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
経
済
構
造
統
計
は
、
経

済
セ
ン
サ
ス
活
動
調
査
規
則
に
よ
り
令
和
三
年
六
月
一

日
現
在
に
お
い
て
行
つ
た
同
令
第
一
条
に
規
定
す
る
経

済
セ
ン
サ
ス
活
動
調
査
の
結
果
と
し
て
公
表
さ
れ
た
事

業
所
に
関
す
る
集
計
の
う
ち
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の

を
い
う
。

一
　
産
業
別
集
計
の
う
ち
卸
売
業
、
小
売
業
に
関
す
る

集
計
の
う
ち
品
目
編
第
二
表
（
商
品
分
類
（
小
売
）

別
事
業
所
数
及
び
年
間
商
品
販
売
額―

全
国
、
都
道

府
県
、
市
区
、
郡
部
）

二
　
産
業
横
断
的
集
計
の
う
ち
売
上
（
収
入
）
金
額
等

第
一―

一
表
（
産
業
（
中
分
類
）
、
経
営
組
織
（
三

区
分
）
別
民
営
事
業
所
数
、
従
業
者
数
、
売
上
（
収

入
）
金
額
、
一
事
業
所
当
た
り
従
業
者
数
、
一
事
業

所
当
た
り
売
上
（
収
入
）
金
額
及
び
従
業
者
一
人
当

た
り
売
上
（
収
入
）
金
額―

全
国
、
都
道
府
県
）

三
　
産
業
別
集
計
の
う
ち
卸
売
業
、
小
売
業
に
関
す
る

集
計
の
う
ち
産
業
編
（
都
道
府
県
表
）
第
五
表
（
小

売
業
の
都
道
府
県
別
、
東
京
特
別
区
・
政
令
指
定
都

市
別
、
産
業
分
類
小
分
類
別
、
商
品
販
売
形
態
別
の

事
業
所
数
、
年
間
商
品
販
売
額
及
び
構
成
比
）

２
　
法
第
七
十
二
条
の
百
十
四
第
四
項
に
規
定
す
る
経
済

構
造
統
計
の

近
に
公
表
さ
れ
た
結
果
に
基
づ
き
総
務

省
令
で
定
め
る
額
は
、
前
項
第
一
号
に
規
定
す
る
統
計

表
の
表
頭
「
品
目
（
小
売
）
」
の
う
ち
「
Ⅰ
二
　
小
売

商
品
計
」
の
う
ち
「
年
間
商
品
販
売
額
」
の
表
側
都
道

府
県
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
欄
の
額
と
同
項
第
二
号
に

規
定
す
る
統
計
表
の
表
頭
「
売
上
（
収
入
）
金
額
」
の

表
側
「
Ⅰ
二
　
小
売
業
」
の
う
ち
「
一
　
個
人
」
の
欄

の
額
の
合
計
額
か
ら
、
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
統
計

表
の
表
頭
「
品
目
（
小
売
）
」
の
う
ち
「
六
〇
三
三
一

　
医
療
用
医
薬
品
小
売
」
の
う
ち
「
年
間
商
品
販
売

額
」
の
表
側
都
道
府
県
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
欄
の
額

と
、
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
統
計
表
の
表
頭
「
商
品

販
売
形
態
別
」
の
う
ち
「
三
　
通
信
・
カ
タ
ロ
グ
販

売
」
の
う
ち
「
年
間
商
品
販
売
額
」
の
表
側
「
Ⅰ
二
　

小
売
業
計
」
の
欄
の
額
、
同
表
の
表
頭
「
商
品
販
売
形

態
別
」
の
う
ち
「
四
　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
販
売
」
の
う

ち
「
年
間
商
品
販
売
額
」
の
表
側
「
Ⅰ
二
　
小
売
業

計
」
の
欄
の
額
及
び
同
表
の
表
頭
「
商
品
販
売
形
態

別
」
の
う
ち
「
五
　
自
動
販
売
機
に
よ
る
販
売
」
の
う

ち
「
年
間
商
品
販
売
額
」
の
表
側
「
Ⅰ
二
　
小
売
業

計
」
の
欄
の
額
の
合
計
額
と
、
前
項
に
規
定
す
る
経
済

セ
ン
サ
ス
活
動
調
査
の
結
果
に
基
づ
き
、
商
業
統
計
調

査
規
則
及
び
特
定
サ
ー
ビ
ス
産
業
実
態
調
査
規
則
を
廃

止
す
る
省
令
（
令
和
元
年
経
済
産
業
省
令
第
十
四
号
）

に
よ
る
廃
止
前
の
商
業
統
計
調
査
規
則
（
昭
和
二
十
七

年
通
商
産
業
省
令
第
六
十
号
）
に
よ
り
平
成
二
十
六
年

七
月
一
日
現
在
に
お
い
て
行
つ
た
同
令
第
一
条
に
規
定

す
る
商
業
調
査
の
結
果
と
し
て
公
表
さ
れ
た
平
成
二
十

六
年
商
業
統
計
表
業
態
別
統
計
編
（
小
売
業
）
第
五
表

（
都
道
府
県
別
、
業
態
別
、
商
品
販
売
形
態
別
の
事
業

所
数
、
年
間
商
品
販
売
額
及
び
構
成
比
）
の
表
頭
「
小

売
計
」
の
う
ち
「
年
間
商
品
販
売
額
」
の
表
側
「
百
貨

店
」
の
欄
の
額
か
ら
同
表
の
表
頭
「
商
品
販
売
形
態

別
」
の
う
ち
「
通
信
・
カ
タ
ロ
グ
販
売
」
の
う
ち
「
年

間
商
品
販
売
額
」
の
表
側
「
百
貨
店
」
の
欄
の
額
、
同

表
の
表
頭
「
商
品
販
売
形
態
別
」
の
う
ち
「
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
販
売
」
の
う
ち
「
年
間
商
品
販
売
額
」
の
表
側

「
百
貨
店
」
の
欄
の
額
及
び
同
表
の
表
頭
「
商
品
販
売

形
態
別
」
の
う
ち
「
自
動
販
売
機
に
よ
る
販
売
」
の
う

ち
「
年
間
商
品
販
売
額
」
の
表
側
「
百
貨
店
」
の
欄
の

額
を
控
除
し
た
額
、
同
表
の
表
頭
「
小
売
計
」
の
う
ち

「
年
間
商
品
販
売
額
」
の
表
側
「
衣
料
品
専
門
店
」
の

欄
の
額
か
ら
同
表
の
表
頭
「
商
品
販
売
形
態
別
」
の
う

ち
「
通
信
・
カ
タ
ロ
グ
販
売
」
の
う
ち
「
年
間
商
品
販

売
額
」
の
表
側
「
衣
料
品
専
門
店
」
の
欄
の
額
、
同
表

の
表
頭
「
商
品
販
売
形
態
別
」
の
う
ち
「
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
販
売
」
の
う
ち
「
年
間
商
品
販
売
額
」
の
表
側

「
衣
料
品
専
門
店
」
の
欄
の
額
及
び
同
表
の
表
頭
「
商

品
販
売
形
態
別
」
の
う
ち
「
自
動
販
売
機
に
よ
る
販

売
」
の
う
ち
「
年
間
商
品
販
売
額
」
の
表
側
「
衣
料
品

専
門
店
」
の
欄
の
額
を
控
除
し
た
額
、
同
表
の
表
頭

「
小
売
計
」
の
う
ち
「
年
間
商
品
販
売
額
」
の
表
側

「
家
電
大
型
専
門
店
」
の
欄
の
額
か
ら
同
表
の
表
頭

「
商
品
販
売
形
態
別
」
の
う
ち
「
通
信
・
カ
タ
ロ
グ
販

売
」
の
う
ち
「
年
間
商
品
販
売
額
」
の
表
側
「
家
電
大

型
専
門
店
」
の
欄
の
額
、
同
表
の
表
頭
「
商
品
販
売
形

態
別
」
の
う
ち
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
販
売
」
の
う
ち

「
年
間
商
品
販
売
額
」
の
表
側
「
家
電
大
型
専
門
店
」

の
欄
の
額
及
び
同
表
の
表
頭
「
商
品
販
売
形
態
別
」
の

う
ち
「
自
動
販
売
機
に
よ
る
販
売
」
の
う
ち
「
年
間
商

品
販
売
額
」
の
表
側
「
家
電
大
型
専
門
店
」
の
欄
の
額

を
控
除
し
た
額
並
び
に
同
表
の
表
頭
「
小
売
計
」
の
う

ち
「
年
間
商
品
販
売
額
」
の
表
側
「
衣
料
品
中
心
店
」

の
欄
の
額
か
ら
同
表
の
表
頭
「
商
品
販
売
形
態
別
」
の

う
ち
「
通
信
・
カ
タ
ロ
グ
販
売
」
の
う
ち
「
年
間
商
品

販
売
額
」
の
表
側
「
衣
料
品
中
心
店
」
の
欄
の
額
、
同

表
の
表
頭
「
商
品
販
売
形
態
別
」
の
う
ち
「
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
販
売
」
の
う
ち
「
年
間
商
品
販
売
額
」
の
表
側

「
衣
料
品
中
心
店
」
の
欄
の
額
及
び
同
表
の
表
頭
「
商

品
販
売
形
態
別
」
の
う
ち
「
自
動
販
売
機
に
よ
る
販

売
」
の
う
ち
「
年
間
商
品
販
売
額
」
の
表
側
「
衣
料
品

中
心
店
」
の
欄
の
額
を
控
除
し
た
額
の
合
計
額
に
相
当

す
る
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
定
め
る
額
と
の
合
計
額
を

控
除
し
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
額
が
公
表
さ
れ

た
後
に
お
い
て
都
道
府
県
の
境
界
に
わ
た
つ
て
市
町
村

の
設
置
又
は
境
界
の
変
更
が
あ
つ
た
た
め
都
道
府
県
の

境
界
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
額
を
合

計
し
て
得
た
額
を
、
当
該
境
界
変
更
の
あ
つ
た
区
域
が

従
来
属
し
て
い
た
都
道
府
県
に
つ
い
て
は
当
該
都
道
府

県
の
額
か
ら
減
じ
た
も
の
と
し
、
当
該
区
域
が
新
た
に

属
す
る
こ
と
と
な
つ
た
都
道
府
県
に
つ
い
て
は
当
該
都

道
府
県
の
額
に
加
え
た
も
の
と
す
る
。

一
　
境
界
変
更
の
あ
つ
た
区
域
が
従
来
属
し
て
い
た
都

道
府
県
の
額
の
二
分
の
一
の
額
に
、
当
該
区
域
の
人

口
（
国
勢
調
査
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
九
十
八

号
）
に
よ
つ
て
調
査
し
た
令
和
二
年
十
月
一
日
現
在

に
お
け
る
人
口
の
確
定
数
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
人

口
と
し
て
総
務
大
臣
が
別
に
定
め
る
人
口
を
い
う
。

以
下
こ
の
号
及
び
次
条
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

を
当
該
都
道
府
県
の
人
口
で
除
し
て
得
た
率
を
乗
じ

て
得
た
額

二
　
境
界
変
更
の
あ
つ
た
区
域
が
従
来
属
し
て
い
た
都

道
府
県
の
額
の
二
分
の
一
の
額
に
、
当
該
区
域
の
従

業
者
数
（
経
済
セ
ン
サ
ス
活
動
調
査
規
則
に
よ
り
調

査
し
た
令
和
三
年
六
月
一
日
現
在
に
お
け
る
従
業
者

数
の
確
定
数
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
従
業
者
数
と
し

て
総
務
大
臣
が
別
に
定
め
る
従
業
者
数
を
い
う
。
以

下
こ
の
号
及
び
次
条
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を

当
該
都
道
府
県
の
従
業
者
数
で
除
し
て
得
た
率
を
乗

じ
て
得
た
額

（
政
令
第
三
十
五
条
の
二
十
第
一
項
第
一
号
の
総
務
省

令
で
定
め
る
経
済
構
造
統
計
等
）

第
七
条
の
二
の
十
　
政
令
第
三
十
五
条
の
二
十
第
一
項
第

一
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
経
済
構
造
統
計

は
、
経
済
セ
ン
サ
ス
活
動
調
査
規
則
に
よ
り
令
和
三
年

六
月
一
日
現
在
に
お
い
て
行
つ
た
同
令
第
一
条
に
規
定

す
る
経
済
セ
ン
サ
ス
活
動
調
査
の
結
果
と
し
て
公
表
さ

れ
た
事
業
所
に
関
す
る
集
計
の
う
ち
産
業
別
集
計
の
う

ち
サ
ー
ビ
ス
関
連
産
業
に
関
す
る
集
計
第
一
表
（
サ
ー

ビ
ス
関
連
産
業
（
小
分
類
）
、
単
独
・
本
所
・
支
所
別
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民
営
事
業
所
数
、
従
業
者
数
、
売
上
（
収
入
）
金
額
及

び
収
入
を
得
た
相
手
先
別
収
入
額―

全
国
、
都
道
府

県
）
と
す
る
。

２
　
政
令
第
三
十
五
条
の
二
十
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す

る
経
済
構
造
統
計
の

近
に
公
表
さ
れ
た
結
果
に
基
づ

き
総
務
省
令
で
定
め
る
額
は
、
前
項
に
規
定
す
る
統
計

表
の
表
頭
「
収
入
を
得
た
相
手
先
別
収
入
額
　
個
人

（
一
般
消
費
者
）
」
の
表
側
「
Ｋ
　
不
動
産
業
、
物
品
賃

貸
業
」
の
う
ち
「
〇
　
総
数
」
の
欄
の
額
か
ら
「
六
八

一
　
建
物
売
買
業
、
土
地
売
買
業
」
の
う
ち
「
〇
　
総

数
」
、
「
六
九
一
　
不
動
産
賃
貸
業
（
貸
家
業
、
貸
間
業

を
除
く
）
」
の
う
ち
「
〇
　
総
数
」
、
「
六
九
二
　
貸
家

業
、
貸
間
業
」
の
う
ち
「
〇
　
総
数
」
、
「
六
九
四
　
不

動
産
管
理
業
」
の
う
ち
「
〇
　
総
数
」
、
「
七
〇
Ｃ
　
総

合
リ
ー
ス
業
」
の
う
ち
「
〇
　
総
数
」
、
「
七
〇
二
　
産

業
用
機
械
器
具
賃
貸
業
」
の
う
ち
「
〇
　
総
数
」
及
び

「
七
〇
四
　
自
動
車
賃
貸
業
」
の
う
ち
「
〇
　
総
数
」

の
各
欄
の
額
を
控
除
し
た
額
、
表
側
「
Ｌ
　
学
術
研

究
、
専
門
・
技
術
サ
ー
ビ
ス
業
」
の
う
ち
「
〇
　
総

数
」
の
欄
の
額
か
ら
「
七
一
　
学
術
・
開
発
研
究
機

関
」
の
う
ち
「
〇
　
総
数
」
、
「
七
二
八
　
経
営
コ
ン
サ

ル
タ
ン
ト
業
、
純
粋
持
株
会
社
」
の
う
ち
「
〇
　
総

数
」
、
「
七
三
　
広
告
業
」
の
う
ち
「
〇
　
総
数
」
、
「
七

四
Ｅ
　
商
業
写
真
業
」
の
う
ち
「
〇
　
総
数
」
及
び

「
七
四
九
　
そ
の
他
の
技
術
サ
ー
ビ
ス
業
」
の
う
ち

「
〇
　
総
数
」
の
各
欄
の
額
を
控
除
し
た
額
、
表
側

「
Ｍ
　
宿
泊
業
、
飲
食
サ
ー
ビ
ス
業
」
の
う
ち
「
〇
　

総
数
」
の
欄
の
額
、
表
側
「
Ｎ
　
生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス

業
、
娯
楽
業
」
の
う
ち
「
〇
　
総
数
」
の
欄
の
額
か
ら

「
七
九
一
　
旅
行
業
」
の
う
ち
「
〇
　
総
数
」
、
「
七
九

五
　
火
葬
・
墓
地
管
理
業
」
の
う
ち
「
〇
　
総
数
」
、

「
八
〇
三
　
競
輪
・
競
馬
等
の
競
走
場
、
競
技
団
」
の

う
ち
「
〇
　
総
数
」
及
び
「
八
〇
Ｑ
　
娯
楽
に
附
帯
す

る
サ
ー
ビ
ス
業
」
の
う
ち
「
〇
　
総
数
」
の
各
欄
の
額

を
控
除
し
た
額
、
表
側
「
Ｏ
　
教
育
、
学
習
支
援
業
」

の
う
ち
「
〇
　
総
数
」
の
欄
の
額
か
ら
「
八
二
Ｎ
　
社

会
通
信
教
育
」
の
う
ち
「
〇
　
総
数
」
の
欄
の
額
を
控

除
し
た
額
並
び
に
表
側
「
Ｒ
　
サ
ー
ビ
ス
業
（
他
に
分

類
さ
れ
な
い
も
の
）
」
の
う
ち
「
〇
　
総
数
」
の
欄
の

額
か
ら
「
八
八
二
　
産
業
廃
棄
物
処
理
業
」
の
う
ち

「
〇
　
総
数
」
、
「
九
〇
一
　
機
械
修
理
業
（
電
気
機
械

器
具
を
除
く
）
」
の
う
ち
「
〇
　
総
数
」
、
「
九
一
二
　

労
働
者
派
遣
業
」
の
う
ち
「
〇
　
総
数
」
、
「
九
二
Ａ
　

ビ
ル
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
業
」
の
う
ち
「
〇
　
総
数
」
及
び

「
九
二
九
　
他
に
分
類
さ
れ
な
い
事
業
サ
ー
ビ
ス
業
」

の
う
ち
「
〇
　
総
数
」
の
各
欄
の
額
を
控
除
し
た
額
の

合
計
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
額
が
公
表
さ
れ
た
後

に
お
い
て
都
道
府
県
の
境
界
に
わ
た
つ
て
市
町
村
の
設

置
又
は
境
界
の
変
更
が
あ
つ
た
た
め
都
道
府
県
の
境
界

に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
額
を
合
計
し

て
得
た
額
を
、
当
該
境
界
変
更
の
あ
つ
た
区
域
が
従
来

属
し
て
い
た
都
道
府
県
に
つ
い
て
は
当
該
都
道
府
県
の

額
か
ら
減
じ
た
も
の
と
し
、
当
該
区
域
が
新
た
に
属
す

る
こ
と
と
な
つ
た
都
道
府
県
に
つ
い
て
は
当
該
都
道
府

県
の
額
に
加
え
た
も
の
と
す
る
。

一
　
境
界
変
更
の
あ
つ
た
区
域
が
従
来
属
し
て
い
た
都

道
府
県
の
額
の
二
分
の
一
の
額
に
、
当
該
区
域
の
人

口
を
当
該
都
道
府
県
の
人
口
で
除
し
て
得
た
率
を
乗

じ
て
得
た
額

二
　
境
界
変
更
の
あ
つ
た
区
域
が
従
来
属
し
て
い
た
都

道
府
県
の
額
の
二
分
の
一
の
額
に
、
当
該
区
域
の
従

業
者
数
を
当
該
都
道
府
県
の
従
業
者
数
で
除
し
て
得

た
率
を
乗
じ
て
得
た
額

（
政
令
第
三
十
五
条
の
二
十
第
一
項
第
二
号
の
人
口
）

第
七
条
の
二
の
十
一
　
政
令
第
三
十
五
条
の
二
十
第
一
項

第
二
号
の
人
口
は
、
国
勢
調
査
令
に
よ
つ
て
調
査
し
た

令
和
二
年
十
月
一
日
現
在
に
お
け
る
人
口
の
確
定
数
と

す
る
。
た
だ
し
、
当
該
人
口
の
確
定
数
が
官
報
で
公
示

さ
れ
た
後
に
お
い
て
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十

二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
い
て
都
道
府
県
知
事
が
当
該
都
道
府
県
の
人
口

を
告
示
し
た
と
き
は
、
そ
の
人
口
と
す
る
。

第
七
条
の
二
の
十
二
　
削
除

（
端
数
計
算
）

第
七
条
の
二
の
十
三
　
政
令
第
三
十
五
条
の
二
十
第
二
項

第
二
号
並
び
に
第
七
条
の
二
の
九
た
だ
し
書
及
び
第
七

条
の
二
の
十
た
だ
し
書
に
掲
げ
る
額
を
計
算
す
る
場
合

に
お
い
て
、
そ
の
額
に
百
万
円
未
満
の
額
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
百
万
円
未
満
の
額
を
四
捨
五
入
す
る
。

（
法
第
七
十
二
条
の
百
十
五
第
一
項
の
人
口
）

第
七
条
の
二
の
十
四
　
法
第
七
十
二
条
の
百
十
五
第
一
項

に
規
定
す
る

近
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ
る
各
市
町

村
の
人
口
は
、
国
勢
調
査
令
に
よ
つ
て
調
査
し
た
令
和

二
年
十
月
一
日
現
在
に
お
け
る
人
口
の
確
定
数
と
す

る
。
た
だ
し
、
当
該
人
口
の
確
定
数
が
官
報
で
公
示
さ

れ
た
後
に
お
い
て
地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
七
十
七
条

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
都
道
府
県
知
事
が
市
町
村

（
特
別
区
を
含
む
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
人
口
を

告
示
し
た
と
き
は
、
そ
の
人
口
と
す
る
。

（
法
第
七
十
二
条
の
百
十
五
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
経
済
構
造
統
計
等
）

第
七
条
の
二
の
十
五
　
法
第
七
十
二
条
の
百
十
五
第
一
項

に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
経
済
構
造
統
計
は
、

経
済
セ
ン
サ
ス
活
動
調
査
規
則
に
よ
り
令
和
三
年
六
月

一
日
現
在
に
お
い
て
行
つ
た
同
令
第
一
条
に
規
定
す
る

経
済
セ
ン
サ
ス
活
動
調
査
の
結
果
と
し
て
公
表
さ
れ
た

事
業
所
に
関
す
る
集
計
の
う
ち
産
業
横
断
的
集
計
の
う

ち
事
業
所
数
、
従
業
者
数
第
一―

一
表
（
経
営
組
織

（
二
区
分
）
別
全
事
業
所
数
、
男
女
別
従
業
者
数
、
一

平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
当
た
り
事
業
所
数
及
び
従
業
者
数

―

全
国
、
都
道
府
県
、
郡
・
支
庁
等
、
市
区
町
村
）
と

す
る
。

２
　
法
第
七
十
二
条
の
百
十
五
第
一
項
に
規
定
す
る
経
済

構
造
統
計
の

近
に
公
表
さ
れ
た
結
果
に
よ
る
各
市
町

村
の
従
業
者
数
は
、
前
項
に
規
定
す
る
統
計
表
に
記
載

さ
れ
た
従
業
者
数
の
確
定
数
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該

従
業
者
数
の
確
定
数
が
公
表
さ
れ
た
後
に
お
い
て
市
町

村
の
廃
置
分
合
若
し
く
は
境
界
変
更
が
あ
つ
た
と
き
又

は
市
町
村
の
境
界
が
確
定
し
た
と
き
は
、
道
府
県
知
事

が
必
要
と
認
め
る
場
合
に
限
り
、
当
該
廃
置
分
合
若
し

く
は
境
界
変
更
又
は
境
界
確
定
に
係
る
区
域
の
従
業
者

数
を
関
係
市
町
村
の
従
業
者
数
に
加
え
、
又
は
関
係
市

町
村
の
従
業
者
数
か
ら
減
じ
た
も
の
と
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

（
政
令
第
三
十
六
条
第
二
項
の
家
屋
又
は
そ
の
部
分
）

第
七
条
の
二
の
十
六
　
政
令
第
三
十
六
条
第
二
項
に
規
定

す
る
日
常
生
活
の
用
に
供
し
な
い
も
の
と
し
て
総
務
省

令
で
定
め
る
家
屋
又
は
そ
の
部
分
は
、
毎
月
一
日
以
上

の
居
住
（
こ
れ
と
同
程
度
の
居
住
を
含
む
。
）
の
用
に

供
す
る
家
屋
又
は
そ
の
部
分
以
外
の
家
屋
又
は
そ
の
部

分
と
す
る
。

（
法
第
七
十
三
条
の
二
第
四
項
の
専
有
部
分
の
床
面
積

の
割
合
の
補
正
等
）

第
七
条
の
三
　
法
第
七
十
三
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る

総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
仕
上
部
分
の
程
度
と
す

る
。

２
　
法
第
七
十
三
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
建
物
の

区
分
所
有
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第

六
十
九
号
）
第
十
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規

定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
同
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定

す
る
専
有
部
分
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て

「
専
有
部
分
」
と
い
う
。
）
の
床
面
積
の
割
合
の
補
正

は
、
当
該
割
合
に
、
次
の
各
号
の
算
式
に
よ
り
計
算
し

た
数
値
（
当
該
各
号
の
二
以
上
に
該
当
す
る
場
合
に

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
数
値
を
加
え
た
数
値
）
に
一
を
加
え

た
数
値
を
乗
じ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
専
有
部
分
の
天
井
の
高
さ
に
差
違
が
あ
る
場
合

（
（
家
屋
の
評
価
額－

専
有
部
分
に
係
る
附
帯
設
備

の
評
価
額
相
当
額
の
合
計
額－

専
有
部
分
に
係

る
仕
上
部
分
の
評
価
額
相
当
額
の
合
計
額
）
／

家
屋
の
評
価
額
）×

天
井
の
高
さ
の
差
違
に
応

ず
る
数
値

二
　
専
有
部
分
の
附
帯
設
備
の
程
度
に
差
違
が
あ
る

場
合

（
専
有
部
分
に
係
る
附
帯
設
備
の
評
価
額
相
当
額

の
合
計
額
／
家
屋
の
評
価
額
）×

（
（
当
該
専

有
部
分
に
係
る
附
帯
設
備
の
単
位
床
面
積
当
り

の
評
価
額
相
当
額
／
専
有
部
分
に
係
る
附
帯
設

備
の
単
位
床
面
積
当
り
の
評
価
額
相
当
額
）－

１
）

三
　
専
有
部
分
の
仕
上
部
分
の
程
度
に
差
違
が
あ
る

場
合

（
専
有
部
分
に
係
る
仕
上
部
分
の
評
価
額
相
当
額

の
合
計
額
／
家
屋
の
評
価
額
）×

（
（
当
該
専

有
部
分
に
係
る
仕
上
部
分
の
単
位
床
面
積
当
り

の
評
価
額
相
当
額
／
専
有
部
分
に
係
る
仕
上
部

分
の
単
位
床
面
積
当
り
の
評
価
額
相
当
額
）－

１
）

３
　
前
項
各
号
の
算
式
に
お
い
て
、
家
屋
と
は
専
有
部
分

の
属
す
る
家
屋
（
建
物
の
区
分
所
有
等
に
関
す
る
法
律

第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
二
条
第
四
項
に

規
定
す
る
共
用
部
分
と
さ
れ
た
附
属
の
建
物
を
含
む
。

以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
家
屋
」
と
い
う
。
）

を
い
い
、
天
井
の
高
さ
の
差
違
に
応
ず
る
数
値
と
は
専

有
部
分
に
係
る
天
井
の
高
さ
と
当
該
家
屋
の
専
有
部
分

に
係
る
天
井
の
平
均
の
高
さ
と
の
差
違
の
メ
ー
ト
ル
数

（
一
メ
ー
ト
ル
未
満
の
端
数
は
、
切
り
捨
て
る
も
の
と

す
る
。
）
に
〇
・
一
を
乗
じ
て
得
た
数
値
を
い
う
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
専
有
部
分
に
係
る
天
井
の
高
さ
が

当
該
家
屋
の
専
有
部
分
に
係
る
天
井
の
平
均
の
高
さ
よ

り
も
低
い
場
合
に
は
、
当
該
数
値
は
、
負
数
と
す
る
も

の
と
す
る
。

４
　
第
二
項
の
補
正
は
、
当
該
家
屋
の
区
分
所
有
者
（
建

物
の
区
分
所
有
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
項
に
規

定
す
る
区
分
所
有
者
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
全
員
が
専
有
部
分
の
天
井
の
高
さ
、
附
帯
設
備
の
程

度
又
は
仕
上
部
分
の
程
度
の
差
違
に
応
じ
て
協
議
し
て

定
め
た
補
正
の
方
法
を
当
該
道
府
県
の
条
例
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
道
府
県
知
事
に
申
し
出
た
場
合
に
お
い

て
当
該
道
府
県
知
事
が
当
該
補
正
の
方
法
に
よ
る
こ
と

が
適
当
と
認
め
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
当
該
補
正
の
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
、
当
該
家
屋
に
係
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
第

十
五
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
長
が
当
該

補
正
の
方
法
に
よ
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
る
も
の
が
あ

る
場
合
に
は
、
当
該
補
正
の
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が

で
き
る
。
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（
法
第
七
十
三
条
の
二
第
五
項
の
専
有
部
分
の
床
面
積

の
割
合
の
補
正
等
）

第
七
条
の
三
の
二
　
法
第
七
十
三
条
の
二
第
五
項
に
規
定

す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
仕
上
部
分
の
程
度

と
す
る
。

２
　
第
七
条
の
三
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
法
第

七
十
三
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
同
項
各
号
に
定
め

る
専
有
部
分
の
床
面
積
の
居
住
用
超
高
層
建
築
物
の
全

て
の
専
有
部
分
の
床
面
積
の
合
計
に
対
す
る
割
合
の
補

正
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３
　
法
第
七
十
三
条
の
二
第
五
項
第
一
号
に
規
定
す
る
総

務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
補
正
し
た
専
有
部
分

の
床
面
積
は
、
同
項
に
規
定
す
る
居
住
用
超
高
層
建
築

物
の
全
て
の
専
有
部
分
の
床
面
積
の
合
計
か
ら
同
項
第

二
号
に
規
定
す
る
専
有
部
分
の
床
面
積
の
合
計
を
控
除

し
て
得
た
床
面
積
に
、
次
の
算
式
に
よ
り
計
算
し
た
同

項
第
一
号
に
規
定
す
る
人
の
居
住
の
用
に
供
す
る
専
有

部
分
に
係
る
数
値
を
当
該
居
住
用
超
高
層
建
築
物
に
お

け
る
全
て
の
人
の
居
住
の
用
に
供
す
る
専
有
部
分
に
係

る
当
該
数
値
の
合
計
で
除
し
た
数
値
を
乗
じ
た
も
の
と

す
る
。

人
の
居
住
の
用
に
供
す
る
専
有
部
分
の
床
面
積×

｛
１
０
０
＋
（
１
０
／
３
９
）×

（
人
の
居
住
の
用

に
供
す
る
専
有
部
分
が
所
在
す
る
階－

１
）
｝

４
　
第
二
項
の
補
正
は
、
当
該
居
住
用
超
高
層
建
築
物
の

区
分
所
有
者
の
全
員
が
専
有
部
分
の
天
井
の
高
さ
、
附

帯
設
備
の
程
度
又
は
仕
上
部
分
の
程
度
の
差
違
に
応
じ

て
協
議
し
て
定
め
た
補
正
の
方
法
を
当
該
道
府
県
の
条

例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
道
府
県
知
事
に
申
し
出
た

場
合
に
お
い
て
当
該
道
府
県
知
事
が
当
該
補
正
の
方
法

に
よ
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
補
正
の
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と

が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
居
住
用
超
高
層
建
築
物
に

係
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
第
十
五
条
の
三
の
二
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
長
が
当
該
補
正
の
方
法
に
よ

る
こ
と
が
適
当
と
認
め
る
も
の
が
あ
る
場
合
に
は
、
当

該
補
正
の
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

５
　
第
三
項
の
補
正
は
、
当
該
居
住
用
超
高
層
建
築
物
の

区
分
所
有
者
の
全
員
が
当
該
居
住
用
超
高
層
建
築
物
の

各
階
ご
と
の
取
引
価
格
を
勘
案
し
て
協
議
し
て
定
め
た

補
正
の
方
法
（
当
該
補
正
を
行
わ
な
い
こ
と
と
す
る
も

の
を
含
む
。
）
を
当
該
道
府
県
の
条
例
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
道
府
県
知
事
に
申
し
出
た
場
合
に
お
い
て
当

該
道
府
県
知
事
が
当
該
補
正
の
方
法
に
よ
る
こ
と
が
適

当
と
認
め
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

当
該
補
正
の
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ

し
、
当
該
居
住
用
超
高
層
建
築
物
に
係
る
固
定
資
産
税

に
つ
い
て
第
十
五
条
の
三
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り

市
町
村
長
が
当
該
補
正
の
方
法
に
よ
る
こ
と
が
適
当
と

認
め
る
も
の
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
補
正
の
方
法
に

よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
政
令
第
三
十
六
条
の
三
第
一
項
第
六
号
の
施
設
）

第
七
条
の
三
の
三
　
政
令
第
三
十
六
条
の
三
第
一
項
第
六

号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
飲
食

店
、
喫
茶
店
及
び
物
品
販
売
施
設
（
こ
れ
ら
の
施
設
の

う
ち
同
号
に
規
定
す
る
病
院
又
は
診
療
所
の
利
用
者
の

利
便
に
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
を
除
く
。
）

並
び
に
駐
車
施
設
と
す
る
。

（
政
令
第
三
十
六
条
の
十
第
一
項
第
四
号
の
総
務
省
令

で
定
め
る
者
等
）

第
七
条
の
三
の
四
　
政
令
第
三
十
六
条
の
十
第
一
項
第
四

号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
者
は
、
同
条
第
二

項
第
三
号
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
社
会

福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
条

第
三
項
第
九
号
に
掲
げ
る
事
業
を
経
営
す
る
者
と
し
、

政
令
第
三
十
六
条
の
十
第
二
項
第
六
号
の
規
定
を
適
用

す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
社
会
福
祉
法
第
二
条
第
三
項
第

二
号
に
掲
げ
る
障
害
児
通
所
支
援
事
業
、
障
害
児
相
談

支
援
事
業
、
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
、
放
課
後
児
童

健
全
育
成
事
業
、
子
育
て
短
期
支
援
事
業
、
乳
児
家
庭

全
戸
訪
問
事
業
、
養
育
支
援
訪
問
事
業
、
地
域
子
育
て

支
援
拠
点
事
業
、
一
時
預
か
り
事
業
、
小
規
模
住
居
型

児
童
養
育
事
業
、
病
児
保
育
事
業
、
子
育
て
援
助
活
動

支
援
事
業
、
親
子
再
統
合
支
援
事
業
、
社
会
的
養
護
自

立
支
援
拠
点
事
業
、
意
見
表
明
等
支
援
事
業
、
妊
産
婦

等
生
活
援
助
事
業
、
子
育
て
世
帯
訪
問
支
援
事
業
、
児

童
育
成
支
援
拠
点
事
業
、
親
子
関
係
形
成
支
援
事
業
及

び
児
童
の
福
祉
の
増
進
に
つ
い
て
相
談
に
応
ず
る
事

業
、
同
項
第
二
号
の
三
に
掲
げ
る
事
業
、
同
項
第
四
号

の
二
に
掲
げ
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
、
一
般
相
談

支
援
事
業
、
特
定
相
談
支
援
事
業
、
移
動
支
援
事
業
及

び
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
を
経
営
す
る
事
業
、
同
項

第
五
号
に
掲
げ
る
身
体
障
害
者
生
活
訓
練
等
事
業
、
手

話
通
訳
事
業
、
介
助
犬
訓
練
事
業
、
聴
導
犬
訓
練
事
業

及
び
身
体
障
害
者
の
更
生
相
談
に
応
ず
る
事
業
並
び
に

同
項
第
六
号
並
び
に
第
十
二
号
に
掲
げ
る
事
業
を
経
営

す
る
者
又
は
こ
れ
ら
の
事
業
を
経
営
す
る
こ
と
が
確
実

で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
者
と
す
る
。

２
　
政
令
第
三
十
六
条
の
十
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る

総
務
省
令
で
定
め
る
者
は
、
公
益
社
団
法
人
又
は
公
益

財
団
法
人
と
す
る
。

３
　
政
令
第
三
十
六
条
の
十
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る

総
務
省
令
で
定
め
る
者
は
、
社
会
福
祉
の
増
進
の
た
め

の
社
会
福
祉
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律

（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
十
一
号
）
第
一
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
前
の
社
会
福
祉
事
業
法
第
二
条
第
三
項
第
五

号
に
掲
げ
る
事
業
の
経
営
に
つ
い
て
平
成
十
一
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
に
同
法
第
六
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
届
け
出
た
宗
教
法
人
と
す
る
。

（
政
令
第
三
十
七
条
の
施
設
）

第
七
条
の
四
　
政
令
第
三
十
七
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令

で
定
め
る
施
設
は
、
飲
食
店
、
喫
茶
店
及
び
物
品
販
売

施
設
（
こ
れ
ら
の
施
設
の
う
ち
政
令
第
三
十
七
条
に
規

定
す
る
施
設
の
利
用
者
の
利
便
に
供
す
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
駐
車
施
設
と
す
る
。

（
政
令
第
三
十
七
条
の
二
の
二
の
施
設
）

第
七
条
の
四
の
二
　
政
令
第
三
十
七
条
の
二
の
二
に
規
定

す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
飲
食
店
、
喫
茶
店

及
び
物
品
販
売
施
設
（
こ
れ
ら
の
施
設
の
う
ち
法
第
七

十
三
条
の
四
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
病
院
及
び
診

療
所
の
利
用
者
の
利
便
に
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
駐
車
施
設
と
す
る
。

（
政
令
第
三
十
七
条
の
二
の
三
の
施
設
）

第
七
条
の
四
の
三
　
政
令
第
三
十
七
条
の
二
の
三
に
規
定

す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
飲
食
店
、
喫
茶
店

及
び
物
品
販
売
施
設
並
び
に
駐
車
施
設
と
す
る
。

（
政
令
第
三
十
七
条
の
二
の
五
第
二
号
の
宿
舎
等
）

第
七
条
の
四
の
四
　
政
令
第
三
十
七
条
の
二
の
五
第
二
号

に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
宿
舎
は
、
独
立
行
政

法
人
労
働
者
健
康
安
全
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第

百
七
十
一
号
）
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
の
療
養
施
設

に
係
る
看
護
師
が
使
用
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
宿
舎

と
す
る
。

２
　
政
令
第
三
十
七
条
の
二
の
五
第
三
号
に
規
定
す
る
総

務
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
飲
食
店
、
喫
茶
店
及
び
物

品
販
売
施
設
（
こ
れ
ら
の
施
設
の
う
ち
独
立
行
政
法
人

労
働
者
健
康
安
全
機
構
法
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
の

療
養
施
設
及
び
同
項
第
七
号
の
納
骨
堂
の
利
用
者
の
利

便
に
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
を
除
く
。
）
並

び
に
駐
車
施
設
と
す
る
。

（
政
令
第
三
十
七
条
の
三
第
二
号
の
宿
舎
）

第
七
条
の
五
　
政
令
第
三
十
七
条
の
三
第
二
号
に
規
定
す

る
総
務
省
令
で
定
め
る
宿
舎
は
、
独
立
行
政
法
人
高

齢
・
障
害
・
求
職
者
雇
用
支
援
機
構
（
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
機
構
」
と
い
う
。
）
が
障
害
者
の
雇
用
の
促

進
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
二
十

三
号
）
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
者
職
業
セ

ン
タ
ー
の
行
う
同
法
第
二
条
第
七
号
に
規
定
す
る
職
業

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
受
け
る
者
の
た
め
に
設
置
す

る
宿
舎
及
び
機
構
が
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
の
行
う

職
業
訓
練
を
受
け
る
者
の
た
め
に
設
置
す
る
宿
舎
と
す

る
。

第
七
条
の
五
の
二
　
削
除

（
政
令
第
三
十
七
条
の
四
第
一
項
第
三
号
及
び
第
二
項

第
二
号
の
施
設
）

第
七
条
の
五
の
三
　
政
令
第
三
十
七
条
の
四
第
一
項
第
三

号
及
び
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め

る
も
の
は
、
宿
泊
施
設
、
駐
車
施
設
、
遊
技
施
設
、
飲

食
店
、
喫
茶
店
及
び
物
品
販
売
施
設
と
す
る
。

第
七
条
の
五
の
四
　
削
除

（
政
令
第
三
十
七
条
の
五
の
二
第
二
項
第
二
号
及
び
第

四
項
第
二
号
の
施
設
）

第
七
条
の
五
の
五
　
政
令
第
三
十
七
条
の
五
の
二
第
二
項

第
二
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
シ

ョ
ル
ダ
ー
、
ラ
ン
プ
車
両
通
行
帯
、
場
周
道
路
、
保
安

道
路
及
び
航
空
貨
物
、
航
空
機
燃
料
、
航
空
機
装
備
品

又
は
航
空
機
部
品
の
輸
送
の
用
に
供
す
る
道
路
並
び
に

同
項
第
一
号
の
施
設
に
隣
接
す
る
緑
地
帯
と
す
る
。

２
　
政
令
第
三
十
七
条
の
五
の
二
第
四
項
第
二
号
に
規
定

す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
シ
ョ
ル
ダ
ー
、
ラ

ン
プ
車
両
通
行
帯
、
場
周
道
路
、
保
安
道
路
及
び
航
空

貨
物
、
航
空
機
燃
料
、
航
空
機
装
備
品
又
は
航
空
機
部

品
の
輸
送
の
用
に
供
す
る
道
路
並
び
に
同
項
第
一
号
の

施
設
に
隣
接
す
る
緑
地
帯
（
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十

三
年
法
律
第
百
号
）
第
七
条
第
三
項
の
市
街
化
調
整
区

域
内
に
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

（
政
令
第
三
十
七
条
の
十
八
第
三
項
第
二
号
の
住
宅
）

第
七
条
の
六
　
政
令
第
三
十
七
条
の
十
八
第
三
項
第
二
号

に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
証
明

が
さ
れ
た
住
宅
は
、
当
該
住
宅
が
国
土
交
通
大
臣
が
総

務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
同
条
第
二
項
の
基
準
に
適

合
す
る
旨
を
証
す
る
書
類
を
法
第
七
十
三
条
の
十
四
第

四
項
に
規
定
す
る
当
該
住
宅
の
取
得
に
つ
き
同
条
第
三

項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
べ
き
旨
の
申
告
の
際
に
道
府

県
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
証
明
が
さ
れ
た
住
宅

と
す
る
。

（
法
第
七
十
三
条
の
二
十
七
の
二
第
一
項
の
証
明
を
受

け
る
方
法
）

第
七
条
の
七
　
法
第
七
十
三
条
の
二
十
七
の
二
第
一
項
に

規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
証
明
を
受
け
る
方
法

は
、
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
べ
き
住
宅
が
国
土

交
通
大
臣
が
総
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
政
令
第
三

十
七
条
の
十
八
第
二
項
の
基
準
に
適
合
す
る
旨
を
証
す

る
書
類
を
、
法
第
七
十
三
条
の
二
十
七
の
二
第
一
項
に

規
定
す
る
当
該
耐
震
基
準
不
適
合
既
存
住
宅
を
取
得
し

た
日
か
ら
六
月
以
内
に
、
同
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る

べ
き
旨
の
申
告
を
し
た
道
府
県
知
事
に
提
出
す
る
方
法

と
す
る
。
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（
政
令
第
三
十
九
条
の
六
第
四
号
の
総
務
省
令
で
定
め

る
日
）

第
七
条
の
八
　
政
令
第
三
十
九
条
の
六
第
四
号
に
規
定
す

る
総
務
省
令
で
定
め
る
日
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場

合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
と
す
る
。

一
　
当
該
土
地
に
つ
い
て
行
わ
れ
る
特
定
土
地
改
良
事

業
（
政
令
第
三
十
九
条
の
六
第
一
号
に
規
定
す
る
特

定
土
地
改
良
事
業
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
が
一
で
あ
る
場
合
　
当
該
特
定
土
地
改
良

事
業
に
つ
い
て
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
十
一
項
（
同
法
第

八
十
四
条
又
は
第
九
十
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る

事
業
の
廃
止
の
認
可
の
公
告
が
あ
つ
た
日
（
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
「
廃
止
公
告
の
日
」
と
い
う
。
）
又

は
当
該
特
定
土
地
改
良
事
業
に
係
る
同
法
第
八
十
七

条
第
一
項
、
第
八
十
七
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第

九
十
六
条
の
二
第
一
項
の
土
地
改
良
事
業
計
画
の
取

消
し
が
あ
つ
た
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
取
消

し
の
日
」
と
い
う
。
）

二
　
当
該
土
地
に
つ
い
て
行
わ
れ
る
特
定
土
地
改
良
事

業
が
二
以
上
で
あ
つ
て
、
こ
れ
ら
の
事
業
の
す
べ
て

が
廃
止
さ
れ
る
場
合
　
こ
れ
ら
の
事
業
に
係
る
廃
止

公
告
の
日
及
び
取
消
し
の
日
の
う
ち

も
遅
い
日

三
　
当
該
土
地
に
つ
い
て
行
わ
れ
る
特
定
土
地
改
良
事

業
が
二
以
上
で
あ
つ
て
、
こ
れ
ら
の
事
業
の
う
ち
の

一
部
の
事
業
の
み
が
廃
止
さ
れ
る
場
合
　
次
の
イ
及

び
ロ
に
掲
げ
る
日
の
う
ち

も
遅
い
日

イ
　
廃
止
さ
れ
る
特
定
土
地
改
良
事
業
に
係
る
廃
止

公
告
の
日
及
び
取
消
し
の
日

ロ
　
廃
止
さ
れ
な
い
特
定
土
地
改
良
事
業
に
係
る
土

地
改
良
法
第
百
十
三
条
の
二
第
二
項
又
は
第
三
項

の
規
定
に
よ
る
工
事
の
完
了
の
公
告
が
あ
つ
た
日

及
び
換
地
処
分
の
公
告
が
あ
つ
た
日

（
小
売
販
売
業
者
の
営
業
所
ご
と
の
製
造
た
ば
こ
の
売

渡
し
数
量
等
に
係
る
書
類
）

第
八
条
　
法
第
七
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
卸

売
販
売
業
者
等
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
卸
売
販
売

業
者
等
を
い
う
。
以
下
第
八
条
の
十
一
ま
で
に
お
い
て

同
じ
。
）
が
小
売
販
売
業
者
か
ら
徴
す
る
書
類
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ
た
書
類
と
す
る
。

一
　
当
該
小
売
販
売
業
者
の
営
業
所
ご
と
の
当
該
小
売

販
売
業
者
へ
の
売
渡
し
に
係
る
製
造
た
ば
こ
の
品
目

及
び
品
目
ご
と
の
数
量

二
　
当
該
小
売
販
売
業
者
に
売
り
渡
し
た
年
月
日

三
　
当
該
売
渡
し
に
係
る
小
売
販
売
業
者
の
営
業
所
の

所
在
地
及
び
名
称

２
　
卸
売
販
売
業
者
等
は
、
前
項
の
書
類
を
徴
し
た
日
か

ら
五
年
間
、
こ
れ
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
卸
売
販
売
用
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
）

第
八
条
の
二
　
法
第
七
十
四
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
卸
売
販
売
業
者
等
が
小
売
販
売
業
者
で
あ
る
卸
売
販

売
業
者
等
か
ら
徴
す
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
が

記
載
さ
れ
た
書
類
と
す
る
。

一
　
当
該
売
渡
し
に
係
る
製
造
た
ば
こ
が
卸
売
販
売
用

で
あ
る
旨

二
　
当
該
売
渡
し
に
係
る
製
造
た
ば
こ
の
品
目
及
び
品

目
ご
と
の
数
量

三
　
当
該
小
売
販
売
業
者
で
あ
る
卸
売
販
売
業
者
等
に

売
り
渡
し
た
年
月
日

四
　
当
該
小
売
販
売
業
者
で
あ
る
卸
売
販
売
業
者
等
の

住
所
及
び
氏
名
又
は
名
称

２
　
卸
売
販
売
業
者
等
は
、
前
項
の
書
類
を
徴
し
た
日
か

ら
五
年
間
、
こ
れ
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
政
令
第
三
十
九
条
の
九
第
四
号
の
総
務
省
令
で
定
め

る
者
）

第
八
条
の
二
の
二
　
政
令
第
三
十
九
条
の
九
第
四
号
に
規

定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と

す
る
。

一
　
た
ば
こ
税
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
七
十
二

号
）
第
十
二
条
第
六
項
又
は
第
十
三
条
第
五
項
の
規

定
に
よ
り
製
造
た
ば
こ
製
造
者
（
同
法
第
六
条
第
四

項
に
規
定
す
る
製
造
た
ば
こ
製
造
者
を
い
う
。
）
と

み
な
さ
れ
る
者

二
　
政
令
第
三
十
九
条
の
九
第
三
号
に
規
定
す
る
加
熱

式
た
ば
こ
の
喫
煙
用
具
を
同
号
に
規
定
す
る
者
又
は

前
号
に
掲
げ
る
者
か
ら
委
託
を
受
け
て
製
造
し
た
者

（
加
熱
式
た
ば
こ
の
重
量
の
計
算
か
ら
除
外
さ
れ
る
も

の
の
範
囲
）

第
八
条
の
二
の
三
　
法
第
七
十
四
条
の
四
第
三
項
第
一
号

に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
フ
ィ
ル
タ

ー
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該

各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
　
加
熱
式
た
ば
こ
（
次
号
に
掲
げ
る
加
熱
式
た
ば
こ

の
喫
煙
用
具
を
除
く
。
）
　
当
該
加
熱
式
た
ば
こ
に
巻

か
れ
た
紙
及
び
葉
た
ば
こ
（
た
ば
こ
事
業
法
（
昭
和

五
十
九
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
二
条
第
二
号
に
規

定
す
る
葉
た
ば
こ
を
い
う
。
）
が
充
塡
さ
れ
て
い
る

容
器

二
　
法
第
七
十
四
条
の
三
の
二
の
規
定
に
よ
り
製
造
た

ば
こ
と
み
な
さ
れ
る
加
熱
式
た
ば
こ
の
喫
煙
用
具
　

当
該
加
熱
式
た
ば
こ
の
喫
煙
用
具
に
充
塡
し
た
同
条

に
規
定
す
る
グ
リ
セ
リ
ン
そ
の
他
の
物
品
又
は
こ
れ

ら
の
混
合
物
以
外
の
も
の

（
遠
洋
漁
業
船
等
の
範
囲
）

第
八
条
の
三
　
政
令
第
三
十
九
条
の
十
に
規
定
す
る
総
務

省
令
で
定
め
る
船
舶
は
、
東
経
百
十
八
度
及
び
東
経
百

五
十
九
度
の
線
並
び
に
北
緯
二
十
度
及
び
北
緯
四
十
五

度
の
線
で
囲
ま
れ
た
海
域
を
除
く
海
域
に
お
い
て
行
う

漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
三

十
八
年
農
林
省
令
第
五
号
）
第
二
条
第
九
号
に
規
定
す

る
母
船
式
捕
鯨
業
に
従
事
す
る
母
船
、
独
航
船
、
運
搬

船
及
び
補
給
船
と
す
る
。

（
課
税
免
除
事
由
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
に
足
り

る
書
類
）

第
八
条
の
四
　
法
第
七
十
四
条
の
六
第
一
項
（
第
一
号
又

は
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
適
用
を

受
け
よ
う
と
す
る
卸
売
販
売
業
者
等
は
、
当
該
製
造
た

ば
こ
が
外
国
航
路
又
は
外
国
航
空
路
に
就
航
す
る
船
舶

又
は
航
空
機
に
積
み
込
ま
れ
た
こ
と
を
当
該
積
込
み
港

の
所
轄
税
関
長
が
証
明
し
た
書
類
そ
の
他
の
当
該
製
造

た
ば
こ
の
売
渡
し
又
は
消
費
そ
の
他
の
処
分
（
以
下
こ

の
条
及
び
第
八
条
の
十
一
第
三
号
に
お
い
て
「
消
費

等
」
と
い
う
。
）
が
同
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ

る
製
造
た
ば
こ
の
売
渡
し
又
は
消
費
等
に
該
当
す
る
こ

と
を
証
す
る
に
足
り
る
書
類
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２
　
法
第
七
十
四
条
の
六
第
一
項
（
第
三
号
又
は
第
四
号

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う

と
す
る
卸
売
販
売
業
者
等
は
、
当
該
製
造
た
ば
こ
の
売

渡
し
又
は
消
費
等
が
同
項
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ

る
製
造
た
ば
こ
の
売
渡
し
又
は
消
費
等
に
該
当
す
る
こ

と
を
証
す
る
に
足
り
る
書
類
を
、
法
第
七
十
四
条
の
十

第
一
項
又
は
第
三
項
の
申
告
書
に
添
付
し
て
、
当
該
道

府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
道
府
県
た
ば
こ
税
に
係
る
申
告
書
等
の
様
式
）

第
八
条
の
五
　
道
府
県
た
ば
こ
税
に
つ
い
て
、
次
の
表
の

上
欄
に
掲
げ
る
申
告
書
等
の
様
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の

下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

申
告
書
等
の
種
類

様
式

（
一
）
　
道
府
県
た
ば
こ
税
申
告
書
及
び
こ
れ
に
係

る
修
正
申
告
書
（
法
第
七
十
四
条
の
十
第
一
項
の

申
告
書
及
び
法
第
七
十
四
条
の
十
二
第
二
項
の
修

正
申
告
書
）

第

十

六

号

様
式

（
二
）
　
製
造
た
ば
こ
の
購
入
及
び
販
売
に
関
す
る

事
実
を
記
載
し
た
書
類
（
法
第
七
十
四
条
の
十
第

一
項
の
製
造
た
ば
こ
の
購
入
及
び
販
売
に
関
す
る

事
実
を
記
載
し
た
書
類
）

第

十

六

号

の

二

様
式

（
三
）
　
提
出
期
限
の
特
例
の
指
定
を
受
け
て
い
る

者
が
提
出
す
べ
き
道
府
県
た
ば
こ
税
申
告
書
及
び

第

十

六

号

こ
れ
に
係
る
修
正
申
告
書
（
法
第
七
十
四
条
の
十

第
三
項
の
申
告
書
（
同
項
の
指
定
を
受
け
て
い
る

者
が
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
申
告
書
を
提
出

す
べ
き
場
合
に
お
け
る
同
条
第
三
項
の
申
告
書
を

除
く
。
）
及
び
法
第
七
十
四
条
の
十
二
第
二
項
の

修
正
申
告
書
）

の

三

様
式

２
　
卸
売
販
売
業
者
等
が
道
府
県
た
ば
こ
税
に
係
る
地
方

団
体
の
徴
収
金
を
申
告
納
付
の
方
法
に
よ
り
納
付
す
る

と
き
（
口
座
振
替
の
方
法
又
は
法
第
七
百
四
十
七
条
の

六
第
二
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
納
付
す
る
場
合
を

除
く
。
）
は
、
当
該
地
方
団
体
の
徴
収
金
に
第
十
六
号

の
四
様
式
に
よ
る
納
付
書
（
当
該
書
類
に
記
載
す
べ
き

事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
）
を
添
え
て

納
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
返
還
に
係
る
製
造
た
ば
こ
の
品
目
ご
と
の
数
量
に
つ

い
て
の
明
細
を
記
載
し
た
書
類
の
添
付
）

第
八
条
の
六
　
法
第
七
十
四
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
控
除
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
還
付
を
受

け
よ
う
と
す
る
卸
売
販
売
業
者
等
は
、
当
該
控
除
又
は

還
付
に
係
る
法
第
七
十
四
条
の
十
第
一
項
又
は
第
三
項

の
規
定
に
よ
る
申
告
書
に
、
販
売
契
約
の
解
除
を
証
す

る
書
類
そ
の
他
の
当
該
製
造
た
ば
こ
の
返
還
の
事
実
を

証
す
る
に
足
り
る
書
類
に
基
づ
い
て
作
成
し
た
第
十
六

号
の
五
様
式
に
よ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
法
第
七
十
四
条
の
十
第
二
項
に
規
定
す
る
申
告
書
の

提
出
）

第
八
条
の
七
　
法
第
七
十
四
条
の
十
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
申
告
書
を
提
出
す
べ
き
卸
売
販
売
業
者
等
は
、
第
十

六
号
様
式
に
よ
る
申
告
書
（
同
条
第
三
項
の
指
定
を
受

け
て
い
る
卸
売
販
売
業
者
等
に
あ
つ
て
は
、
第
十
六
号

の
三
様
式
に
よ
る
申
告
書
）
に
、
第
十
六
号
の
二
様
式

に
よ
る
書
類
及
び
第
十
六
号
の
五
様
式
に
よ
る
書
類
を

添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
申
告
書
の
提
出
期
限
の
特
例
に
係
る
申
請
書
の
提
出
）

第
八
条
の
八
　
法
第
七
十
四
条
の
十
第
三
項
の
指
定
を
受

け
よ
う
と
す
る
卸
売
販
売
業
者
等
は
、
第
十
六
号
の
六

様
式
に
よ
る
申
請
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
道
府
県
た
ば
こ
税
に
係
る
還
付
請
求
申
告
書
の
提
出
）

第
八
条
の
九
　
法
第
七
十
四
条
の
十
第
五
項
の
規
定
に
よ

り
、
法
第
七
十
四
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
控

除
を
受
け
る
べ
き
金
額
に
相
当
す
る
金
額
の
還
付
を
受

け
よ
う
と
す
る
卸
売
販
売
業
者
等
は
、
第
十
六
号
の
七

様
式
に
よ
る
申
告
書
を
当
該
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
告
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書
に
は
、
第
十
六
号
の
五
様
式
に
よ
る
書
類
を
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
営
業
の
開
廃
等
の
報
告
書
の
提
出
）

第
八
条
の
十
　
法
第
七
十
四
条
の
十
六
第
一
項
又
は
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
し
よ
う
と
す
る
特
定
販
売
業

者
又
は
卸
売
販
売
業
者
は
、
第
十
六
号
の
八
様
式
に
よ

る
報
告
書
を
当
該
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
申
告
書
の
提
出
を
受
け
た
道
府
県
知
事
か
ら
関
係
道

府
県
知
事
へ
の
通
知
）

第
八
条
の
十
一
　
法
第
七
十
四
条
の
十
第
一
項
か
ら
第
三

項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の
提
出
を
受
け
た
道
府

県
知
事
は
、
遅
滞
な
く
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
関
係
道

府
県
知
事
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
申
告
書
を
提
出
し
た
卸
売
販
売
業
者
等
が
卸

売
販
売
業
者
等
に
卸
売
販
売
用
と
し
て
売
り
渡
し
た

製
造
た
ば
こ
の
数
量
及
び
小
売
販
売
業
者
で
あ
る
卸

売
販
売
業
者
等
に
小
売
販
売
用
と
し
て
売
り
渡
し
た

製
造
た
ば
こ
の
数
量

二
　
当
該
申
告
書
を
提
出
し
た
卸
売
販
売
業
者
等
が
卸

売
販
売
業
者
等
か
ら
買
い
受
け
た
製
造
た
ば
こ
の

数
量

三
　
当
該
申
告
書
を
提
出
し
た
卸
売
販
売
業
者
等
が
小

売
販
売
業
者
若
し
く
は
卸
売
販
売
業
者
等
及
び
小
売

販
売
業
者
以
外
の
者
に
売
渡
し
を
し
、
又
は
消
費
等

を
し
た
製
造
た
ば
こ
の
道
府
県
ご
と
の
数
量

四
　
そ
の
他
必
要
と
認
め
る
事
項

（
総
務
省
令
で
定
め
る
教
育
活
動
）

第
八
条
の
十
二
　
法
第
七
十
五
条
の
三
第
二
号
の
総
務
省

令
で
定
め
る
教
育
活
動
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

一
　
体
育
の
授
業
そ
の
他
法
令
の
規
定
に
よ
り
学
校
教

育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条

に
規
定
す
る
学
校
（
幼
稚
園
を
除
く
。
次
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
が
編
成
し
た
教
育
課
程
に
基
づ
く
授
業

二
　
前
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
学
校
の
教
育

活
動
と
し
て
ゴ
ル
フ
を
実
施
す
る
団
体
（
当
該
学
校

の
学
長
又
は
校
長
（
以
下
本
号
に
お
い
て
「
学
長

等
」
と
い
う
。
）
が
当
該
学
長
等
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
そ
の
設
立
を
承
認
し
た
も
の
で
当
該
学
校
の

教
員
が
顧
問
と
し
て
置
か
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

が
、
各
年
度
ご
と
に
作
成
す
る
教
育
活
動
に
関
す
る

計
画
（
当
該
学
長
等
が
当
該
学
長
等
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
あ
ら
か
じ
め
承
認
し
た
も
の
に
限
る
。
）

に
基
づ
き
実
施
す
る
課
外
活
動

（
交
付
時
期
及
び
交
付
時
期
ご
と
の
交
付
額
）

第
八
条
の
十
三
　
道
府
県
は
、
毎
年
度
、
法
第
百
三
条
に

規
定
す
る
市
町
村
に
対
し
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

る
時
期
に
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
下
欄
に
定
め
る
金
額
を
交

付
す
る
。

交付時期

交
付
時
期
ご
と
に
交
付
す
べ
き
額

八月

前
年
度
三
月
か
ら
七
月
ま
で
の
間
に
収
入
し
た
当
該

市
町
村
に
所
在
す
る
ゴ
ル
フ
場
に
係
る
ゴ
ル
フ
場
利

用
税
の
額
（
二
以
上
の
市
町
村
に
ま
た
が
つ
て
所
在

す
る
ゴ
ル
フ
場
に
係
る
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
に
つ
い
て

は
当
該
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
の
額
を
当
該
ゴ
ル
フ
場
の

総
面
積
に
対
す
る
当
該
市
町
村
に
係
る
当
該
ゴ
ル
フ

場
の
面
積
の
割
合
に
よ
つ
て
あ
ん
分
し
た
額
と
し
、

当
該
期
間
内
に
当
該
市
町
村
に
所
在
す
る
ゴ
ル
フ
場

に
係
る
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
に
つ
い
て
の
過
誤
納
に
係

る
還
付
金
を
歳
出
予
算
か
ら
支
出
し
た
場
合
に
お
い

て
は
、
当
該
支
出
し
た
額
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。

以
下
本
表
に
お
い
て
「
ゴ
ル
フ
場
の
ゴ
ル
フ
場
利
用

税
の
額
」
と
い
う
。
）
の
十
分
の
七
に
相
当
す
る
額

十二月

八
月
か
ら
十
一
月
ま
で
の
間
に
収
入
し
た
ゴ
ル
フ
場

の
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
の
額
の
十
分
の
七
に
相
当
す

る
額

三月

十
二
月
か
ら
二
月
ま
で
の
間
に
収
入
し
た
ゴ
ル
フ
場

の
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
の
額
の
十
分
の
七
に
相
当
す

る
額

２
　
前
項
に
規
定
す
る
各
交
付
時
期
ご
と
に
交
付
す
る
こ

と
が
で
き
な
か
つ
た
金
額
が
あ
る
と
き
、
又
は
各
交
付

時
期
に
お
い
て
交
付
す
べ
き
金
額
を
こ
え
て
交
付
し
た

金
額
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
金
額

は
次
の
交
付
時
期
に
交
付
す
べ
き
金
額
に
加
算
し
、
又

は
こ
れ
か
ら
減
額
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
つ
て
法
第
百
三
条
に
規
定
す
る

市
町
村
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
額
を
交
付
し
た
後
に
お

い
て
、
そ
の
交
付
し
た
額
の
算
定
に
錯
誤
が
あ
つ
た
た

め
、
交
付
し
た
額
を
増
加
し
、
又
は
減
少
す
る
必
要
が

生
じ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
錯
誤
に
係
る
額
を
当

該
錯
誤
を
発
見
し
た
日
以
後
に
到
来
す
る
交
付
時
期
に

お
い
て
、
当
該
交
付
す
べ
き
額
に
加
算
し
、
又
は
こ
れ

か
ら
減
額
す
る
も
の
と
す
る
。

第
八
条
の
十
四
か
ら
第
八
条
の
二
十
七
ま
で
　
削
除

（
軽
油
引
取
税
に
係
る
納
入
申
告
書
等
の
様
式
）

第
八
条
の
二
十
八
　
軽
油
引
取
税
に
つ
い
て
、
次
の
表
の

上
欄
に
掲
げ
る
納
入
申
告
書
等
の
様
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ

そ
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

納
入
申
告
書
等
の
種
類

様
式

（
一
）
　
法
第
百
四
十
四
条
の
十
四
第
二

項
の
納
入
申
告
書

第
十
六
号
の
十

様
式

（
二
）
　
法
第
百
四
十
四
条
の
十
六
第
一

項
の
証
票

第
十
六
号
の
十

一
様
式

（
三
）
　
法
第
百
四
十
四
条
の
十
八
第
二

項
の
申
告
書

第
十
六
号
の
十

二
様
式

（
四
）
　
法
第
百
四
十
四
条
の
二
十
一
第

六
項
の
免
税
証

第
十
六
号
の
十

三
様
式

（
五
）
　
法
第
百
四
十
四
条
の
三
十
第
一

項
の
申
請
に
用
い
る
申
請
書

第
十
六
号
の
十

四
様
式

（
六
）
　
政
令
第
四
十
三
条
の
四
第
二
項

の
免
税
軽
油
譲
渡
届
出
書
及
び
免
税
軽

油
譲
渡
承
認
書

第
十
六
号
の
十

五
様
式

（
七
）
　
政
令
第
四
十
三
条
の
十
五
第
二

項
の
免
税
軽
油
使
用
者
証
の
交
付
申

請
書

第
十
六
号
の
十

六
様
式

第
十
六
号
の
十

七
様
式

（
八
）
　
政
令
第
四
十
三
条
の
十
五
第
二

項
の
書
面

第
十
六
号
の
十

八
様
式

（
九
）
　
政
令
第
四
十
三
条
の
十
五
第
三

項
の
免
税
軽
油
使
用
者
証

第
十
六
号
の
十

九
様
式

第
十
六
号
の
二

十
様
式

（
十
）
　
政
令
第
四
十
三
条
の
十
五
第
十

二
項
の
免
税
証
の
交
付
申
請
書

第
十
六
号
の
二

十
一
様
式

（
十
一
）
　
政
令
第
四
十
三
条
の
十
五
第

十
二
項
の
明
細
書

第
十
六
号
の
二

十
二
様
式

（
十
二
）
　
政
令
第
四
十
三
条
の
十
五
第

十
四
項
の
免
税
証
の
交
付
申
請
の
届

出
書

第
十
六
号
の
二

十
三
様
式

（
十
三
）
　
政
令
第
四
十
三
条
の
十
五
第

十
七
項
の
通
知
書

第
十
六
号
の
二

十
四
様
式

（
法
第
百
四
十
四
条
の
七
第
一
項
第
一
号
の
基
準
）

第
八
条
の
二
十
九
　
法
第
百
四
十
四
条
の
七
第
一
項
第
一

号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲

げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
石
油
の
備
蓄
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五

十
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
届
出
を
適
正
に
行
つ
た
者
で
あ
る
こ
と
。

二
　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ
　

近
の
三
年
に
お
け
る
軽
油
の
年
間
の
製
造
量

の
平
均
が
二
十
万
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ

と
。

ロ
　
石
油
の
備
蓄
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十

六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
日
か
ら
起
算

し
て
三
年
を
経
過
し
な
い
者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ

て
は
、
申
請
の
日
の
属
す
る
年
の
前
年
に
お
け
る

軽
油
の
年
間
の
製
造
量
が
二
十
万
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル

以
上
で
あ
る
こ
と
。

２
　
法
第
百
四
十
四
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項

第
一
号
に
該
当
す
る
者
と
し
て
元
売
業
者
の
指
定
を
受

け
て
い
る
法
人
が

近
の
三
年
に
お
い
て
合
併
し
た
場

合
に
お
け
る
当
該
合
併
後
存
続
す
る
法
人
又
は
当
該
合

併
に
よ
り
設
立
し
た
法
人
に
係
る
前
項
第
二
号
イ
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
イ
中
「

近
の
三
年
に

お
け
る
軽
油
の
年
間
の
製
造
量
の
平
均
が
二
十
万
キ
ロ

リ
ッ
ト
ル
」
と
あ
る
の
は
、
「
合
併
に
よ
り
消
滅
し
た

法
人
及
び
合
併
後
存
続
す
る
法
人
の
当
該
合
併
前
の
軽

油
の
製
造
量
と
当
該
合
併
に
よ
り
設
立
し
た
法
人
又
は

当
該
合
併
後
存
続
す
る
法
人
の
当
該
合
併
後
の
軽
油
の

製
造
量
の

近
の
三
年
に
お
け
る
合
計
が
六
十
万
キ
ロ

リ
ッ
ト
ル
」
と
す
る
。

３
　
法
第
百
四
十
四
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項

第
一
号
に
該
当
す
る
者
と
し
て
元
売
業
者
の
指
定
を
受

け
て
い
る
法
人
が

近
の
三
年
に
お
い
て
分
割
等
（
分

割
、
現
物
出
資
、
法
人
税
法
第
二
条
第
十
二
号
の
五
の

二
に
規
定
す
る
現
物
分
配
又
は
同
法
第
六
十
一
条
の
十

一
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
同
項
に
規
定
す
る

譲
渡
損
益
調
整
資
産
の
譲
渡
を
い
う
。
次
項
並
び
に
次

条
及
び
第
八
条
の
三
十
一
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
し
た

場
合
に
お
け
る
当
該
分
割
等
に
係
る
分
割
法
人
等
（
同

法
第
二
条
第
十
二
号
の
二
に
規
定
す
る
分
割
法
人
、
同

条
第
十
二
号
の
四
に
規
定
す
る
現
物
出
資
法
人
、
同
条

第
十
二
号
の
五
の
二
に
規
定
す
る
現
物
分
配
法
人
又
は

同
法
第
六
十
一
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
譲
渡
損

益
調
整
資
産
を
譲
渡
し
た
法
人
を
い
う
。
次
条
及
び
第

八
条
の
三
十
一
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
第
一
項
第

二
号
イ
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
イ
中
「

近
の
三
年
に
お
け
る
軽
油
の
年
間
の
製
造
量
の
平
均
が

二
十
万
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
」
と
あ
る
の
は
、
「
分
割
法
人

等
（
第
三
項
に
規
定
す
る
分
割
法
人
等
を
い
う
。
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
分
割
等
（
第
三
項
に
規

定
す
る
分
割
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
前
の
軽
油
の
製
造
量
を
元
売
業
者
の
指
定
を
受

け
て
い
る
当
該
分
割
法
人
等
及
び
元
売
業
者
の
指
定
を

受
け
よ
う
と
す
る
分
割
承
継
法
人
等
（
第
四
項
に
規
定

す
る
分
割
承
継
法
人
等
を
い
う
。
）
の
法
人
数
の
合
計

で
除
し
て
得
た
量
と
当
該
分
割
法
人
等
の
分
割
等
後
の

軽
油
の
製
造
量
の

近
三
年
に
お
け
る
合
計
が
六
十
万

キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
」
と
す
る
。

４
　
法
第
百
四
十
四
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項

第
一
号
に
該
当
す
る
者
と
し
て
元
売
業
者
の
指
定
を
受

け
て
い
る
法
人
が

近
の
三
年
に
お
い
て
分
割
等
を
し
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た
場
合
に
お
け
る
当
該
分
割
等
に
係
る
分
割
承
継
法
人

等
（
法
人
税
法
第
二
条
第
十
二
号
の
三
に
規
定
す
る
分

割
承
継
法
人
、
同
条
第
十
二
号
の
五
に
規
定
す
る
被
現

物
出
資
法
人
、
同
条
第
十
二
号
の
五
の
三
に
規
定
す
る

被
現
物
分
配
法
人
又
は
同
法
第
六
十
一
条
の
十
一
第
二

項
に
規
定
す
る
譲
受
法
人
を
い
う
。
次
条
及
び
第
八
条

の
三
十
一
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
第
一
項
第
二
号

イ
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
イ
中
「

近
の

三
年
に
お
け
る
軽
油
の
年
間
の
製
造
量
の
平
均
が
二
十

万
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
」
と
あ
る
の
は
、
「
分
割
法
人
等

（
第
三
項
に
規
定
す
る
分
割
法
人
等
を
い
う
。
以
下
こ

の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
分
割
等
（
第
三
項
に
規
定

す
る
分
割
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

前
の
軽
油
の
製
造
量
を
元
売
業
者
の
指
定
を
受
け
て
い

る
当
該
分
割
法
人
等
及
び
元
売
業
者
の
指
定
を
受
け
よ

う
と
す
る
分
割
承
継
法
人
等
（
第
四
項
に
規
定
す
る
分

割
承
継
法
人
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
法
人
数
の
合
計
で
除
し
て
得
た
量
と
当
該
分

割
承
継
法
人
等
の
分
割
等
後
の
軽
油
の
製
造
量
の

近

三
年
に
お
け
る
合
計
が
六
十
万
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
」
と
す

る
。

（
法
第
百
四
十
四
条
の
七
第
一
項
第
二
号
の
基
準
）

第
八
条
の
三
十
　
法
第
百
四
十
四
条
の
七
第
一
項
第
二
号

に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ

る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
石
油
の
備
蓄
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
十
六
条

の
規
定
に
よ
る
登
録
を
受
け
た
者
で
あ
る
こ
と
。

二
　

近
の
三
年
に
お
け
る
軽
油
の
年
間
の
輸
入
量
の

平
均
が
五
万
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

２
　
法
第
百
四
十
四
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項

第
二
号
に
該
当
す
る
者
と
し
て
元
売
業
者
の
指
定
を
受

け
て
い
る
法
人
が

近
の
三
年
に
お
い
て
合
併
し
た
場

合
に
お
け
る
当
該
合
併
後
存
続
す
る
法
人
又
は
当
該
合

併
に
よ
り
設
立
し
た
法
人
に
係
る
前
項
第
二
号
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「

近
の
三
年
に
お
け

る
軽
油
の
年
間
の
輸
入
量
の
平
均
が
五
万
キ
ロ
リ
ッ
ト

ル
」
と
あ
る
の
は
、
「
合
併
に
よ
り
消
滅
し
た
法
人
及

び
合
併
後
存
続
す
る
法
人
の
当
該
合
併
前
の
軽
油
の
輸

入
量
と
当
該
合
併
に
よ
り
設
立
し
た
法
人
又
は
当
該
合

併
後
存
続
す
る
法
人
の
当
該
合
併
後
の
軽
油
の
輸
入
量

の

近
の
三
年
に
お
け
る
合
計
が
十
五
万
キ
ロ
リ
ッ
ト

ル
」
と
す
る
。

３
　
法
第
百
四
十
四
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項

第
二
号
に
該
当
す
る
者
と
し
て
元
売
業
者
の
指
定
を
受

け
て
い
る
法
人
が

近
の
三
年
に
お
い
て
分
割
等
を
し

た
場
合
に
お
け
る
当
該
分
割
等
に
係
る
分
割
法
人
等
に

係
る
第
一
項
第
二
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同

号
中
「

近
の
三
年
に
お
け
る
軽
油
の
年
間
の
輸
入
量

の
平
均
が
五
万
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
」
と
あ
る
の
は
、
「
分

割
法
人
等
（
第
三
項
に
規
定
す
る
分
割
法
人
等
を
い

う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
分
割
等
（
第

三
項
に
規
定
す
る
分
割
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
前
の
軽
油
の
輸
入
量
を
元
売
業
者
の
指

定
を
受
け
て
い
る
当
該
分
割
法
人
等
及
び
元
売
業
者
の

指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
分
割
承
継
法
人
等
（
第
四
項

に
規
定
す
る
分
割
承
継
法
人
等
を
い
う
。
）
の
法
人
数

の
合
計
で
除
し
て
得
た
量
と
当
該
分
割
法
人
等
の
分
割

等
後
の
軽
油
の
輸
入
量
の

近
三
年
に
お
け
る
合
計
が

十
五
万
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
」
と
す
る
。

４
　
法
第
百
四
十
四
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項

第
二
号
に
該
当
す
る
者
と
し
て
元
売
業
者
の
指
定
を
受

け
て
い
る
法
人
が

近
の
三
年
に
お
い
て
分
割
等
を
し

た
場
合
に
お
け
る
当
該
分
割
等
に
係
る
分
割
承
継
法
人

等
に
係
る
第
一
項
第
二
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
同
号
中
「

近
の
三
年
に
お
け
る
軽
油
の
年
間
の

輸
入
量
の
平
均
が
五
万
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
」
と
あ
る
の

は
、
「
分
割
法
人
等
（
第
三
項
に
規
定
す
る
分
割
法
人

等
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
分
割

等
（
第
三
項
に
規
定
す
る
分
割
等
を
い
う
。
以
下
こ
の

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
前
の
軽
油
の
輸
入
量
を
元
売
業

者
の
指
定
を
受
け
て
い
る
当
該
分
割
法
人
等
及
び
元
売

業
者
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
分
割
承
継
法
人
等

（
第
四
項
に
規
定
す
る
分
割
承
継
法
人
等
を
い
う
。
以

下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
法
人
数
の
合
計
で
除

し
て
得
た
量
と
当
該
分
割
承
継
法
人
等
の
分
割
等
後
の

軽
油
の
輸
入
量
の

近
三
年
に
お
け
る
合
計
が
十
五
万

キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
」
と
す
る
。

（
法
第
百
四
十
四
条
の
七
第
一
項
第
三
号
の
基
準
）

第
八
条
の
三
十
一
　
法
第
百
四
十
四
条
の
七
第
一
項
第
三

号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

一
　
次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ
　

近
の
三
年
に
お
け
る
他
の
元
売
業
者
以
外
の

者
に
対
す
る
軽
油
の
年
間
の
販
売
量
（
現
実
の
納

入
を
伴
う
販
売
に
係
る
も
の
に
限
る
。
第
八
条
の

三
十
六
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
平
均
が
三
十

万
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
そ
の
者
と
の
間
に
、
そ
の
者
か
ら
継
続
的
に
軽

油
の
供
給
を
受
け
、
こ
れ
を
販
売
す
る
こ
と
を
内

容
と
す
る
販
売
契
約
を
締
結
し
て
い
る
石
油
製
品

の
販
売
業
者
で
、
他
に
こ
れ
と
同
様
の
販
売
契
約

を
締
結
し
て
い
な
い
も
の
（
ハ
及
び
次
条
第
一
項

第
三
号
に
お
い
て
「
系
列
販
売
業
者
」
と
い
う
。
）

の
数
が
百
五
十
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
系
列
販
売
業
者
の
主
た
る
事
務
所
又
は
事
業
所

が
三
十
以
上
の
道
府
県
に
所
在
す
る
こ
と
。

ニ
　
主
と
し
て
元
売
業
者
以
外
の
者
に
対
し
軽
油
を

販
売
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
そ
の
行
う
事
業
に
よ
つ
て
そ
の
組
合
員
又
は
会
員

の
た
め
に
奉
仕
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
全
国
を
地

区
と
す
る
組
合
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ
　
主
と
し
て
免
税
軽
油
を
取
り
扱
う
石
油
製
品
の

販
売
業
者
と
継
続
的
に
軽
油
の
供
給
を
行
う
販
売

契
約
を
締
結
し
、
専
ら
当
該
販
売
業
者
に
対
し
軽

油
を
販
売
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
そ
の
組
合
員
又
は
会
員
（
当
該
組
合
員
又
は
会

員
の
組
合
員
又
は
会
員
等
を
含
む
。
次
条
第
一
項

第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
中
の
法
第
百
四
十
四

条
の
二
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
免
税
軽
油
使
用

者
（
以
下
第
八
条
の
五
十
三
ま
で
に
お
い
て
「
免

税
軽
油
使
用
者
」
と
い
う
。
）
の
数
が
三
十
万
以

上
で
あ
る
こ
と
。

２
　
法
第
百
四
十
四
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項

第
三
号
に
該
当
す
る
者
と
し
て
元
売
業
者
の
指
定
を
受

け
て
い
る
法
人
が

近
の
三
年
に
お
い
て
合
併
し
た
場

合
に
お
け
る
当
該
合
併
後
存
続
す
る
法
人
又
は
当
該
合

併
に
よ
り
設
立
し
た
法
人
に
係
る
前
項
第
一
号
イ
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
イ
中
「

近
の
三
年
に

お
け
る
他
の
元
売
業
者
以
外
の
者
に
対
す
る
軽
油
の
年

間
の
販
売
量
（
現
実
の
納
入
を
伴
う
販
売
に
係
る
も
の

に
限
る
。
第
八
条
の
三
十
六
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
平
均
が
三
十
万
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
」
と
あ
る
の
は
、

「
合
併
に
よ
り
消
滅
し
た
法
人
及
び
合
併
後
存
続
す
る

法
人
の
当
該
合
併
前
の
軽
油
の
販
売
量
（
現
実
の
納
入

を
伴
う
販
売
に
係
る
も
の
に
限
る
。
こ
の
号
及
び
次
条

第
一
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
当
該
合
併
に
よ

り
設
立
し
た
法
人
又
は
当
該
合
併
後
存
続
す
る
法
人
の

当
該
合
併
後
の
軽
油
の
販
売
量
の

近
の
三
年
に
お
け

る
合
計
（
他
の
元
売
業
者
以
外
の
者
に
対
す
る
販
売
量

の
合
計
に
限
る
。
）
が
九
十
万
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
」
と
す

る
。

３
　
法
第
百
四
十
四
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項

第
三
号
に
該
当
す
る
者
と
し
て
元
売
業
者
の
指
定
を
受

け
て
い
る
法
人
が

近
の
三
年
に
お
い
て
分
割
等
を
し

た
場
合
に
お
け
る
当
該
分
割
等
に
係
る
分
割
法
人
等
に

係
る
第
一
項
第
一
号
イ
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

同
号
イ
中
「

近
の
三
年
に
お
け
る
他
の
元
売
業
者
以

外
の
者
に
対
す
る
軽
油
の
年
間
の
販
売
量
（
現
実
の
納

入
を
伴
う
販
売
に
係
る
も
の
に
限
る
。
第
八
条
の
三
十

六
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
平
均
が
三
十
万
キ
ロ
リ

ッ
ト
ル
」
と
あ
る
の
は
、
「
分
割
法
人
等
の
分
割
等
前

の
軽
油
の
販
売
量
（
現
実
の
納
入
を
伴
う
販
売
に
係
る

も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
条
第
一
項
第
三
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
を
元
売
業
者
の
指
定
を
受
け
て
い

る
当
該
分
割
法
人
等
及
び
元
売
業
者
の
指
定
を
受
け
よ

う
と
す
る
分
割
承
継
法
人
等
の
法
人
数
の
合
計
で
除
し

て
得
た
量
と
当
該
分
割
法
人
等
の
分
割
等
後
の
軽
油
の

販
売
量
の

近
三
年
に
お
け
る
合
計
（
他
の
元
売
業
者

以
外
の
者
に
対
す
る
販
売
量
の
合
計
に
限
る
。
）
が
九

十
万
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
」
と
す
る
。

４
　
法
第
百
四
十
四
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項

第
三
号
に
該
当
す
る
者
と
し
て
元
売
業
者
の
指
定
を
受

け
て
い
る
法
人
が

近
の
三
年
に
お
い
て
分
割
等
を
し

た
場
合
に
お
け
る
当
該
分
割
等
に
係
る
分
割
承
継
法
人

等
に
係
る
第
一
項
第
一
号
イ
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
同
号
イ
中
「

近
の
三
年
に
お
け
る
他
の
元
売
業

者
以
外
の
者
に
対
す
る
軽
油
の
年
間
の
販
売
量
（
現
実

の
納
入
を
伴
う
販
売
に
係
る
も
の
に
限
る
。
第
八
条
の

三
十
六
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
平
均
が
三
十
万
キ

ロ
リ
ッ
ト
ル
」
と
あ
る
の
は
、
「
分
割
法
人
等
の
分
割

等
前
の
軽
油
の
販
売
量
（
現
実
の
納
入
を
伴
う
販
売
に

係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
条
第
一
項
第

三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
元
売
業
者
の
指
定
を
受
け

て
い
る
当
該
分
割
法
人
等
及
び
元
売
業
者
の
指
定
を
受

け
よ
う
と
す
る
分
割
承
継
法
人
等
の
法
人
数
の
合
計
で

除
し
て
得
た
量
と
当
該
分
割
承
継
法
人
等
の
分
割
等
後

の
軽
油
の
販
売
量
の

近
三
年
に
お
け
る
合
計
（
他
の

元
売
業
者
以
外
の
者
に
対
す
る
販
売
量
の
合
計
に
限

る
。
）
が
九
十
万
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
」
と
す
る
。

（
元
売
業
者
の
指
定
の
申
請
の
手
続
等
）

第
八
条
の
三
十
二
　
法
第
百
四
十
四
条
の
七
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
元
売
業
者
の
指
定
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、

第
十
六
号
の
二
十
五
様
式
に
よ
る
申
請
書
に
次
に
掲
げ

る
書
類
を
添
付
し
て
、
こ
れ
を
そ
の
主
た
る
事
務
所
又

は
事
業
所
所
在
地
の
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
総
務
大

臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
法
第
百
四
十
四
条
の
七
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る

者
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
石
油
の
備
蓄
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十

六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
適
正
に
行
つ

た
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

ロ
　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

ぞ
れ
そ
の
下
欄
に
掲
げ
る
書
類

（
１
）
　
第
八
条

の
二
十
九
第

申
請
の
日
の
属
す
る
年
の
前

三
年
の
軽
油
の
製
造
量
並
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一
項
第
二
号

イ
の
基
準
に

該
当
す
る
者

び
に
申
請
の
日
の
属
す
る

年
の
軽
油
の
製
造
量
並
び

に
製
造
計
画
量
及
び
そ
の

算
出
の
基
礎
を
記
載
し
た

書
面

（
２
）
　
第
八
条

の
二
十
九
第

一
項
第
二
号

ロ
の
基
準
に

該
当
す
る
者

申
請
の
日
の
属
す
る
年
の
前

年
の
軽
油
の
製
造
量
並
び

に
申
請
の
日
の
属
す
る
年

の
軽
油
の
製
造
量
並
び
に

製
造
計
画
量
及
び
そ
の
算

出
の
基
礎
を
記
載
し
た
書

面

二
　
法
第
百
四
十
四
条
の
七
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る

者
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
石
油
の
備
蓄
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
十
六

条
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
受
け
た
者
で
あ
る
こ
と

を
証
す
る
書
面

ロ
　
申
請
の
日
の
属
す
る
年
の
前
三
年
の
軽
油
の
輸

入
量
並
び
に
申
請
の
日
の
属
す
る
年
の
軽
油
の
輸

入
量
並
び
に
輸
入
計
画
量
及
び
そ
の
算
出
の
基
礎

を
記
載
し
た
書
面

三
　
法
第
百
四
十
四
条
の
七
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る

者
に
あ
つ
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
下
欄
に
掲
げ
る
書
類

一

　

前

条

第

一

項

第

一

号

の

基

準

に

該

当

す

る
者

①
　
申
請
の
日
の
属
す
る
年
の
前
三

年
の
軽
油
の
販
売
量
及
び
他
の
元

売
業
者
に
対
す
る
軽
油
の
販
売
量

並
び
に
申
請
の
日
の
属
す
る
年
の

軽
油
の
販
売
量
並
び
に
販
売
計
画

量
（
現
実
の
納
入
を
伴
う
販
売
に

係
る
も
の
に
限
る
。
次
条
及
び
第

八
条
の
三
十
四
に
お
い
て
同
じ
。
）

及
び
そ
の
算
出
基
礎
を
記
し
た

書
面

②
　
系
列
販
売
業
者
の
氏
名
又
は
名

称
、
住
所
又
は
所
在
地
及
び
事
業

の
概
要
を
記
載
し
た
書
面

③
　
系
列
販
売
業
者
で
あ
る
こ
と
を

証
す
る
書
面

二

　

前

条

第

一

項

第

二

号

イ

の

基

準

に

該

当

①
　
継
続
的
に
軽
油
の
供
給
を
行
う

販
売
契
約
を
締
結
し
て
い
る
販
売

業
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
又

は
所
在
地
並
び
に
申
請
の
日
の
属

す
る
年
の
前
年
の
軽
油
及
び
免
税

軽
油
の
販
売
数
量
を
記
載
し
た

書
面

す

る

者

②
　
申
請
の
日
の
属
す
る
年
の
前
年

の
販
売
先
ご
と
の
販
売
数
量
を
記

載
し
た
書
面

③
　
前
条
第
一
項
第
二
号
イ
に
規
定

す
る
販
売
契
約
に
係
る
契
約
書
の

写
し

三

　

前

条

第

一

項

第

二

号

ロ

の

基

準

に

該

当

す

る

者

組
合
員
又
は
会
員
の
氏
名
又
は
名
称

及
び
住
所
又
は
所
在
地
並
び
に
そ

の
組
合
員
又
は
会
員
中
の
免
税
軽

油
使
用
者
の
数
を
記
載
し
た
書
面

四
　
政
令
第
四
十
三
条
の
七
第
二
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
の

い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
第
十
六

号
の
二
十
六
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
書
面

五
　
誠
実
に
事
業
を
行
う
こ
と
を
誓
約
す
る
第
十
六
号

の
二
十
七
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
書
面

六
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
に

掲
げ
る
書
類

イ
　
定
款
又
は
寄
附
行
為
及
び
登
記
事
項
証
明
書

ロ
　
申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
直
前
の
事
業

年
度
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書

ハ
　
役
員
の
名
簿
及
び
履
歴
書

七
　
申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
に

掲
げ
る
書
類

イ
　
戸
籍
抄
本
又
は
本
籍
（
外
国
人
に
あ
つ
て
は
、

国
籍
等
（
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
四
十
五

に
規
定
す
る
国
籍
等
を
い
う
。
次
条
第
六
号
イ
及

び
第
八
条
の
三
十
四
第
六
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）

）
の
記
載
の
あ
る
住
民
票
の
写
し

ロ
　
財
産
目
録

ハ
　
履
歴
書

八
　
事
務
所
又
は
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地
を
記
載

し
た
書
類

２
　
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た

と
き
は
、
当
該
申
請
書
に
つ
い
て
調
査
し
、
遅
滞
な

く
、
そ
の
申
請
書
を
総
務
大
臣
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

３
　
総
務
大
臣
は
、
法
第
百
四
十
四
条
の
七
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
元
売
業
者
の
指
定
を
し
た
場
合
に
お
い
て

は
、
そ
の
旨
を
官
報
に
よ
つ
て
公
示
す
る
も
の
と
す

る
。
公
示
し
た
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
又
は
同
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
元
売
業
者
の
指
定
を
取
り
消
し

た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

（
仮
特
約
業
者
の
指
定
の
申
請
の
手
続
）

第
八
条
の
三
十
三
　
法
第
百
四
十
四
条
の
八
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
仮
特
約
業
者
の
指
定
を
申
請
し
よ
う
と
す
る

者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）

は
、
第
十
六
号
の
二
十
八
様
式
に
よ
る
申
請
書
に
次
に

掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
こ
れ
を
そ
の
主
た
る
事
務

所
又
は
事
業
所
所
在
地
の
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
元
売
業
者
と
の
間
に
締
結
さ
れ
た
販
売
契
約
書
の

写
し

二
　
政
令
第
四
十
三
条
の
九
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当

し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
第
十
六
号
の
二
十
六
様
式

に
よ
り
作
成
し
た
書
面

三
　
誠
実
に
事
業
を
行
う
こ
と
を
誓
約
す
る
第
十
六
号

の
二
十
七
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
書
面

四
　
申
請
の
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
軽
油
の
販
売
量

並
び
に
申
請
の
日
の
属
す
る
年
の
軽
油
の
販
売
量
並

び
に
販
売
計
画
量
及
び
そ
の
算
出
の
基
礎
を
記
載
し

た
書
面

五
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
に

掲
げ
る
書
類

イ
　
定
款
又
は
寄
附
行
為
及
び
登
記
事
項
証
明
書

ロ
　
申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
直
前
の
事
業

年
度
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書

ハ
　
役
員
の
名
簿
及
び
履
歴
書

六
　
申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
に

掲
げ
る
書
類

イ
　
戸
籍
抄
本
又
は
本
籍
（
外
国
人
に
あ
つ
て
は
、

国
籍
等
）
の
記
載
の
あ
る
住
民
票
の
写
し

ロ
　
財
産
目
録

ハ
　
履
歴
書

七
　
事
務
所
又
は
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地
を
記
載

し
た
書
類

（
特
約
業
者
の
指
定
の
申
請
の
手
続
）

第
八
条
の
三
十
四
　
法
第
百
四
十
四
条
の
九
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
特
約
業
者
の
指
定
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、

第
十
六
号
の
二
十
九
様
式
に
よ
る
申
請
書
に
次
に
掲
げ

る
書
類
を
添
付
し
て
、
こ
れ
を
そ
の
主
た
る
事
務
所
又

は
事
業
所
所
在
地
の
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一
　
元
売
業
者
と
の
間
に
締
結
さ
れ
た
販
売
契
約
書
の

写
し

二
　
政
令
第
四
十
三
条
の
九
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当

し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
第
十
六
号
の
二
十
六
様
式

に
よ
り
作
成
し
た
書
面

三
　
誠
実
に
事
業
を
行
う
こ
と
を
誓
約
す
る
第
十
六
号

の
二
十
七
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
書
面

四
　
申
請
の
日
の
属
す
る
年
の
前
三
年
の
軽
油
の
販
売

量
、
元
売
業
者
に
対
す
る
軽
油
の
販
売
量
及
び
特
約

業
者
に
対
す
る
軽
油
の
販
売
量
並
び
に
申
請
の
日
の

属
す
る
年
の
軽
油
の
販
売
量
並
び
に
販
売
計
画
量
及

び
そ
の
算
出
の
基
礎
を
記
載
し
た
書
面

五
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
に

掲
げ
る
書
類

イ
　
定
款
又
は
寄
附
行
為
及
び
登
記
事
項
証
明
書

ロ
　
申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
直
前
の
事
業

年
度
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書

ハ
　
役
員
の
名
簿
及
び
履
歴
書

六
　
申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
に

掲
げ
る
書
類

イ
　
戸
籍
抄
本
又
は
本
籍
（
外
国
人
に
あ
つ
て
は
、

国
籍
等
）
の
記
載
の
あ
る
住
民
票
の
写
し

ロ
　
財
産
目
録

ハ
　
履
歴
書

七
　
事
務
所
又
は
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地
を
記
載

し
た
書
類

（
政
令
第
四
十
三
条
の
十
一
第
四
号
の
保
証
）

第
八
条
の
三
十
五
　
政
令
第
四
十
三
条
の
十
一
第
四
号
に

規
定
す
る
保
証
を
行
お
う
と
す
る
元
売
業
者
は
、
当
該

仮
特
約
業
者
の
引
渡
し
に
係
る
軽
油
の
納
入
地
（
法
第

百
四
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
納
入
地
を
い

う
。
以
下
第
八
条
の
五
十
三
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
道
府
県
知
事
に
対
し
、
当
該
道
府
県
知
事
が
指
定
す

る
金
額
及
び
期
間
に
つ
い
て
保
証
を
行
う
こ
と
を
証
す

る
文
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
政
令
第
四
十
三
条
の
十
一
第
五
号
の
総
務
省
令
で
定

め
る
基
準
）

第
八
条
の
三
十
六
　
政
令
第
四
十
三
条
の
十
一
第
五
号
に

規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号

（
同
条
第
四
号
ロ
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
第

一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
各
号
）
に
掲
げ
る
と
お
り
と

す
る
。

一
　
石
油
の
備
蓄
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
七

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
石
油
販
売
業
の
届
出
を
義

務
付
け
ら
れ
て
い
る
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
届
出
を

適
正
に
行
つ
て
い
る
こ
と
。

二
　
専
ら
元
売
業
者
以
外
の
者
に
対
し
軽
油
を
販
売
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
専
ら
特
約
業
者
以
外
の
者
に
対
し
軽
油
を
販
売
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　

近
の
三
年
に
お
け
る
軽
油
の
年
間
の
販
売
量
の

平
均
が
七
十
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。
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（
軽
油
引
取
税
を
課
さ
な
い
こ
と
と
さ
れ
る
軽
油
の
数

量
を
証
す
る
書
類
の
提
出
）

第
八
条
の
三
十
七
　
法
第
百
四
十
四
条
の
十
四
第
四
項
の

規
定
に
よ
つ
て
、
道
府
県
知
事
の
承
認
を
受
け
よ
う
と

す
る
登
録
特
別
徴
収
義
務
者
は
、
当
該
登
録
特
別
徴
収

義
務
者
か
ら
の
引
取
り
に
係
る
軽
油
の
納
入
地
所
在
の

道
府
県
ご
と
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
軽
油
の
数
量
の
区

分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
同
条
第
二
項

の
納
入
申
告
書
に
添
付
し
て
、
こ
れ
を
当
該
道
府
県
知

事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
法
第
百
四
十
四
条
の
五
第
一
号
の
規
定
に
よ
つ
て

軽
油
引
取
税
を
課
さ
な
い
こ
と
と
さ
れ
る
引
取
り
に

係
る
軽
油
の
数
量
　
軽
油
の
引
取
り
で
本
邦
か
ら
の

輸
出
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る

に
足
り
る
書
類
で
、
次
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ

た
も
の

イ
　
輸
出
し
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は

所
在
地

ロ
　
輸
出
の
年
月
日

ハ
　
輸
出
し
た
軽
油
の
数
量

ニ
　
輸
出
先

二
　
法
第
百
四
十
四
条
の
五
第
二
号
の
規
定
に
よ
つ
て

軽
油
引
取
税
を
課
さ
な
い
こ
と
と
さ
れ
る
引
取
り
に

係
る
軽
油
の
数
量
　
次
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ

た
書
類

イ
　
当
該
軽
油
の
数
量

ロ
　
先
に
軽
油
引
取
税
を
課
さ
れ
た
状
況

ハ
　
軽
油
引
取
税
を
課
さ
れ
た
後
の
当
該
軽
油
の
流

通
の
状
況

三
　
法
第
百
四
十
四
条
の
六
の
規
定
に
よ
つ
て
軽
油
引

取
税
を
課
さ
な
い
こ
と
と
さ
れ
る
引
取
り
に
係
る
軽

油
の
数
量
　
当
該
道
府
県
知
事
の
交
付
し
た
免
税
証

（
法
第
百
四
十
四
条
の
二
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る

免
税
証
を
い
う
。
以
下
第
八
条
の
三
十
九
ま
で
に
お

い
て
同
じ
。
）

（
政
令
第
四
十
三
条
の
十
五
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
事
項
等
）

第
八
条
の
三
十
八
　
政
令
第
四
十
三
条
の
十
五
第
一
項
に

規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る

事
項
と
す
る
。

一
　
免
税
軽
油
使
用
者
の
住
所
又
は
事
務
所
若
し
く
は

事
業
所
の
所
在
地
、
氏
名
又
は
名
称
及
び
個
人
番
号

（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た

め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
五
項

に
規
定
す
る
個
人
番
号
を
い
う
。
以
下
軽
油
引
取
税

に
つ
い
て
同
じ
。
）
又
は
法
人
番
号
（
同
条
第
十
五

項
に
規
定
す
る
法
人
番
号
を
い
う
。
以
下
軽
油
引
取

税
に
つ
い
て
同
じ
。
）
（
個
人
番
号
若
し
く
は
法
人
番

号
を
有
し
な
い
者
又
は
法
第
百
四
十
四
条
の
二
十
一

第
二
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
代
表
者
を
定
め
て
免
税

軽
油
使
用
者
証
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
そ
れ
ぞ

れ
の
者
に
あ
つ
て
は
、
住
所
又
は
事
務
所
若
し
く
は

事
業
所
の
所
在
地
及
び
氏
名
又
は
名
称
）

二
　
業
種

三
　
免
税
軽
油
の
用
途
に
係
る
機
械
又
は
設
備
ご
と
の

免
税
軽
油
の
年
間
所
要
見
込
数
量
及
び
そ
の
合
計

数
量

四
　
法
第
百
四
十
四
条
の
二
十
一
第
二
項
後
段
の
規
定

に
よ
り
二
人
以
上
の
者
が
代
表
者
を
定
め
て
免
税
軽

油
使
用
者
証
の
交
付
を
受
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

当
該
代
表
者
の
住
所
又
は
事
務
所
若
し
く
は
事
業
所

の
所
在
地
、
氏
名
又
は
名
称
及
び
個
人
番
号
又
は
法

人
番
号
（
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
を
有
し
な
い
者

に
あ
つ
て
は
、
住
所
又
は
事
務
所
若
し
く
は
事
業
所

の
所
在
地
及
び
氏
名
又
は
名
称
）

２
　
政
令
第
四
十
三
条
の
十
五
第
三
項
に
規
定
す
る
総
務

省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
免
税
軽
油
使
用
者
の
住
所
又
は
事
務
所
若
し
く
は

事
業
所
の
所
在
地
及
び
氏
名
又
は
名
称

二
　
業
種

三
　
免
税
軽
油
使
用
者
証
の
交
付
年
月
日
及
び
番
号

四
　
当
該
免
税
軽
油
使
用
者
証
を
提
示
し
て
交
付
を
受

け
た
免
税
証
に
係
る
免
税
軽
油
の
数
量
及
び
当
該
数

量
の
計
算
の
基
礎
と
な
つ
た
期
間

五
　
法
第
百
四
十
四
条
の
二
十
一
第
二
項
後
段
の
規
定

に
よ
り
二
人
以
上
の
者
が
代
表
者
を
定
め
て
免
税
軽

油
使
用
者
証
の
交
付
を
受
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

当
該
代
表
者
の
住
所
又
は
事
務
所
若
し
く
は
事
業
所

の
所
在
地
及
び
氏
名
又
は
名
称

（
免
税
軽
油
の
引
取
り
等
に
係
る
報
告
書
の
提
出
）

第
八
条
の
三
十
九
　
法
第
百
四
十
四
条
の
二
十
七
第
一
項

に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ

る
事
項
と
す
る
。

一
　
免
税
軽
油
使
用
者
の
住
所
又
は
事
務
所
若
し
く
は

事
業
所
の
所
在
地
及
び
氏
名
又
は
名
称

二
　
業
種

三
　
免
税
軽
油
使
用
者
証
の
番
号

四
　
法
第
百
四
十
四
条
の
二
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
報
告
の
対
象
と
な
る
期
間
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
報
告
対
象
期
間
」
と
い
う
。
）
の
初
日
及
び
末

日
の
年
月
日

五
　
当
該
報
告
対
象
期
間
内
に
行
つ
た
当
該
免
税
軽
油

使
用
者
証
に
係
る
報
告
対
象
免
税
軽
油
（
免
税
軽
油

使
用
者
証
を
提
示
し
て
交
付
を
受
け
た
免
税
証
に
よ

り
引
取
り
を
行
つ
た
免
税
軽
油
を
い
う
。
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
引
取
り
に
関
す
る
事
実
及

び
そ
の
数
量
（
そ
の
事
実
が
な
い
場
合
に
は
、
そ
の

旨
）

六
　
当
該
報
告
対
象
免
税
軽
油
の
引
渡
し
を
行
つ
た
販

売
業
者
の
事
務
所
又
は
事
業
所
所
在
地
及
び
氏
名
又

は
名
称

七
　
当
該
販
売
業
者
に
提
出
し
た
当
該
免
税
軽
油
使
用

者
証
を
提
示
し
て
交
付
を
受
け
た
免
税
証
に
関
す
る

事
項

八
　
当
該
報
告
対
象
期
間
内
に
行
つ
た
当
該
免
税
軽
油

使
用
者
証
に
係
る
報
告
対
象
免
税
軽
油
の
使
用
に
関

す
る
事
実
及
び
そ
の
数
量
（
そ
の
事
実
が
な
い
場
合

に
は
、
そ
の
旨
）

九
　
当
該
報
告
対
象
期
間
の
初
日
の
前
日
及
び
末
日
に

お
け
る
免
税
軽
油
の
保
有
数
量

十
　
当
該
報
告
対
象
期
間
の
末
日
に
お
い
て
有
す
る
免

税
証
の
種
類
及
び
枚
数

２
　
法
第
百
四
十
四
条
の
二
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

報
告
書
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
免
税
軽
油
使
用
者
証
の

交
付
を
受
け
た
者
は
、
第
十
六
号
の
三
十
様
式
に
よ
る

報
告
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
こ
れ
を
当

該
免
税
軽
油
使
用
者
証
を
交
付
し
た
道
府
県
知
事
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
報
告
対
象
免
税
軽
油
の
引
取
り
を
行
つ
た
日
及
び

そ
の
数
量
並
び
に
当
該
報
告
対
象
免
税
軽
油
の
引
渡

し
を
行
つ
た
販
売
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
を
証
す
る

に
足
り
る
書
類

二
　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
道
府
県
知
事
が
当

該
報
告
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
の
事
実
を

証
す
る
書
類
と
し
て
特
に
必
要
と
認
め
る
書
類

（
軽
油
引
取
税
の
求
償
権
の
特
例
）

第
八
条
の
四
十
　
軽
油
引
取
税
が
課
さ
れ
る
軽
油
の
引
取

り
を
行
つ
た
者
が
、
軽
油
引
取
税
の
特
別
徴
収
義
務
者

か
ら
当
該
特
別
徴
収
義
務
者
以
外
の
者
を
経
由
し
て
当

該
引
取
り
を
行
つ
た
場
合
に
お
け
る
法
第
百
四
十
四
条

の
三
十
一
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項

中
「
当
該
特
別
徴
収
義
務
者
に
」
と
あ
る
の
は
、
「
当

該
軽
油
の
引
渡
し
を
行
つ
た
者
で
当
該
特
別
徴
収
義
務

者
以
外
の
も
の
又
は
当
該
特
別
徴
収
義
務
者
に
」
と
す

る
。

２
　
前
項
の
規
定
は
、
当
該
特
別
徴
収
義
務
者
以
外
の
者

が
、
そ
の
返
還
し
た
軽
油
に
対
応
す
る
代
金
及
び
軽
油

引
取
税
額
に
相
当
す
る
額
を
支
払
つ
た
場
合
に
お
け
る

そ
の
者
の
当
該
特
別
徴
収
義
務
者
に
対
す
る
求
償
権
の

行
使
を
妨
げ
な
い
。

（
法
第
百
四
十
四
条
の
三
十
二
第
一
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
項
）

第
八
条
の
四
十
一
　
法
第
百
四
十
四
条
の
三
十
二
第
一
項

に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

事
項
と
す
る
。

一
　
法
第
百
四
十
四
条
の
三
十
二
第
一
項
第
一
号
又
は

第
二
号
の
炭
化
水
素
油
の
製
造
を
行
う
場
合
　
次
に

掲
げ
る
事
項

イ
　
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
氏
名
又
は
名

称
、
住
所
又
は
所
在
地
及
び
個
人
番
号
又
は
法
人

番
号
（
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
を
有
し
な
い
者

に
あ
つ
て
は
、
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所

在
地
）
（
事
業
の
委
託
を
し
て
い
る
場
合
に
あ
つ

て
は
、
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
氏
名
又
は

名
称
、
住
所
又
は
所
在
地
及
び
個
人
番
号
又
は
法

人
番
号
（
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
を
有
し
な
い

者
に
あ
つ
て
は
、
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は

所
在
地
）
並
び
に
そ
の
委
託
を
受
け
て
い
る
者
の

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地
）

ロ
　
製
造
を
行
う
年
月
日

ハ
　
製
造
を
行
う
場
所

ニ
　
製
造
に
使
用
す
る
炭
化
水
素
油
そ
の
他
の
原
材

料
の
性
状
及
び
数
量

ホ
　
炭
化
水
素
油
の
製
造
方
法

ヘ
　
製
造
に
使
用
す
る
炭
化
水
素
油
そ
の
他
の
原
材

料
の
仕
入
先
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所

在
地
並
び
に
仕
入
先
ご
と
の
仕
入
数
量

ト
　
製
造
す
る
炭
化
水
素
油
の
性
状
及
び
数
量

チ
　
製
造
す
る
炭
化
水
素
油
の
用
途

リ
　
製
造
す
る
炭
化
水
素
油
の
貯
蔵
場
所

ヌ
　
製
造
す
る
炭
化
水
素
油
の
譲
渡
先
及
び
譲
渡
又

は
消
費
の
予
定
年
月
日

二
　
法
第
百
四
十
四
条
の
三
十
二
第
一
項
第
三
号
の
燃

料
炭
化
水
素
油
の
譲
渡
を
行
う
場
合
　
次
に
掲
げ
る

事
項

イ
　
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
氏
名
又
は
名

称
、
住
所
又
は
所
在
地
及
び
個
人
番
号
又
は
法
人

番
号
（
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
を
有
し
な
い
者

に
あ
つ
て
は
、
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所

在
地
）

ロ
　
譲
渡
を
行
う
年
月
日

ハ
　
譲
渡
を
行
う
場
所

ニ
　
譲
渡
し
よ
う
と
す
る
燃
料
炭
化
水
素
油
の
性
状

及
び
数
量

ホ
　
譲
渡
し
よ
う
と
す
る
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称

及
び
住
所
又
は
所
在
地

ヘ
　
譲
渡
に
係
る
自
動
車
の
自
動
車
登
録
番
号

三
　
法
第
百
四
十
四
条
の
三
十
二
第
一
項
第
四
号
の
燃

料
炭
化
水
素
油
の
消
費
を
行
う
場
合
　
次
に
掲
げ
る

事
項
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イ
　
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
氏
名
又
は
名

称
、
住
所
又
は
所
在
地
及
び
個
人
番
号
又
は
法
人

番
号
（
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
を
有
し
な
い
者

に
あ
つ
て
は
、
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所

在
地
）

ロ
　
消
費
を
行
う
年
月
日

ハ
　
消
費
し
よ
う
と
す
る
燃
料
炭
化
水
素
油
の
性
状

及
び
数
量

ニ
　
消
費
に
係
る
自
動
車
の
自
動
車
登
録
番
号

ホ
　
消
費
に
係
る
自
動
車
の
主
た
る
定
置
場

（
製
造
等
の
承
認
に
係
る
手
続
）

第
八
条
の
四
十
二
　
元
売
業
者
（
法
第
百
四
十
四
条
の
七

第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り

元
売
業
者
と
し
て
の
指
定
を
受
け
た
も
の
を
除
く
。
次

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
特
約
業
者
、
石
油
製
品
販
売
業

者
、
軽
油
製
造
者
等
及
び
自
動
車
の
保
有
者
は
、
法
第

百
四
十
四
条
の
三
十
二
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に

該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る

行
為
を
し
よ
う
と
す
る
日
前
十
日
ま
で
に
第
十
六
号
の

三
十
一
様
式
に
よ
る
承
認
申
請
書
に
過
去
に
お
け
る
炭

化
水
素
油
の
製
造
の
状
況
、
軽
油
引
取
税
に
係
る
納
入

金
の
納
入
又
は
軽
油
引
取
税
の
納
付
の
状
況
及
び
炭
化

水
素
油
の
製
造
又
は
貯
蔵
の
用
に
供
す
る
施
設
又
は
設

備
の
詳
細
を
記
載
し
た
書
面
を
添
付
し
て
、
こ
れ
を
同

項
に
規
定
す
る
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２
　
元
売
業
者
が
法
第
百
四
十
四
条
の
三
十
二
第
一
項
第

一
号
又
は
第
二
号
の
炭
化
水
素
油
の
製
造
を
行
う
場
合

に
お
け
る
同
項
の
承
認
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
前
項
に

規
定
す
る
道
府
県
知
事
が
軽
油
引
取
税
の
取
締
り
又
は

保
全
上
支
障
が
な
い
と
認
め
る
と
き
に
限
り
、
前
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
元
売
業
者
が
、
三
月
ご
と

に
、
申
請
の
日
か
ら
三
月
間
の
炭
化
水
素
油
の
製
造
に

つ
い
て
の
計
画
を
記
載
し
た
承
認
申
請
書
に
過
去
三
月

間
に
お
け
る
炭
化
水
素
油
の
製
造
の
状
況
及
び
製
造
さ

れ
た
炭
化
水
素
油
の
用
途
を
記
載
し
た
書
面
を
添
付
し

て
、
こ
れ
を
前
項
に
規
定
す
る
道
府
県
知
事
に
提
出
す

る
方
法
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
元
売
業
者
、
特
約
業
者
、
石
油
製
品
販
売
業
者
、
軽

油
製
造
者
等
及
び
自
動
車
の
保
有
者
は
、
法
第
百
四
十

四
条
の
三
十
二
第
一
項
第
三
号
に
該
当
す
る
場
合
に

は
、
そ
の
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
日
前
十
日
ま
で
に
第

十
六
号
の
三
十
二
様
式
に
よ
る
承
認
申
請
書
に
、
当
該

燃
料
炭
化
水
素
油
が
混
和
し
て
製
造
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
と
き
は
、
当
該
製
造
に
係
る
製
造
等
承
認
証
を
、
そ

の
者
が
過
去
に
お
い
て
同
号
の
承
認
を
受
け
た
者
で
あ

る
と
き
は
、
前
回
承
認
を
受
け
た
際
の
当
該
譲
渡
に
係

る
自
動
車
用
炭
化
水
素
油
譲
渡
証
の
交
付
の
状
況
及
び

軽
油
引
取
税
の
納
付
の
状
況
を
記
載
し
た
書
面
を
添
付

し
て
、
こ
れ
を
同
項
に
規
定
す
る
道
府
県
知
事
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
自
動
車
の
保
有
者
は
、
法
第
百
四
十
四
条
の
三
十
二

第
一
項
第
四
号
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
行
為
を

し
よ
う
と
す
る
日
前
十
日
ま
で
に
第
十
六
号
の
三
十
三

様
式
に
よ
る
承
認
申
請
書
に
過
去
に
お
け
る
燃
料
炭
化

水
素
油
の
消
費
の
状
況
及
び
軽
油
引
取
税
の
納
付
の
状

況
を
記
載
し
た
書
面
を
添
付
し
て
、
こ
れ
を
同
項
に
規

定
す
る
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
製
造
等
承
認
証
の
様
式

は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も

の
と
す
る
。

製
造
等
承
認
証
の
種
類

様
式

一
　
法
第
百
四
十
四
条
の
三
十
二
第
一
項

第
一
号
又
は
第
二
号
の
承
認
に
係
る
製
造

等
承
認
証

第
十
六
号
の

三
十
一
様
式

二
　
法
第
百
四
十
四
条
の
三
十
二
第
一
項

第
三
号
の
承
認
に
係
る
製
造
等
承
認
証

第
十
六
号
の

三
十
二
様
式

三
　
法
第
百
四
十
四
条
の
三
十
二
第
一
項

第
四
号
の
承
認
に
係
る
製
造
等
承
認
証

第
十
六
号
の

三
十
三
様
式

（
自
動
車
用
炭
化
水
素
油
譲
渡
証
）

第
八
条
の
四
十
三
　
自
動
車
用
炭
化
水
素
油
譲
渡
証
及
び

そ
の
写
し
は
、
道
府
県
知
事
の
交
付
す
る
用
紙
に
よ
つ

て
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
自
動
車
用
炭
化
水
素
油
譲
渡
証
及
び
そ
の
写

し
の
用
紙
に
は
一
連
の
番
号
を
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

３
　
自
動
車
用
炭
化
水
素
油
譲
渡
証
及
び
そ
の
写
し
の
様

式
は
、
第
十
六
号
の
三
十
四
様
式
に
よ
る
。

４
　
法
第
百
四
十
四
条
の
三
十
二
第
一
項
第
三
号
の
承
認

を
受
け
た
者
は
、
自
動
車
用
炭
化
水
素
油
譲
渡
証
の
写

し
を
、
当
該
自
動
車
用
炭
化
水
素
油
譲
渡
証
を
交
付
し

た
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
間
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

５
　
法
第
百
四
十
四
条
の
三
十
二
第
一
項
第
三
号
の
承
認

を
受
け
た
者
は
、
当
該
承
認
に
係
る
燃
料
炭
化
水
素
油

の
譲
渡
が
完
了
し
た
際
に
第
一
項
の
用
紙
を
所
持
し
て

い
る
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
交
付
し
た
道
府
県

知
事
に
対
し
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
製
造
等
に
係
る
帳
簿
記
載
義
務
）

第
八
条
の
四
十
四
　
法
第
百
四
十
四
条
の
三
十
二
第
一
項

第
一
号
又
は
第
二
号
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
事
務
所

又
は
事
業
所
（
事
業
の
委
託
を
し
て
い
る
場
合
に
あ
つ

て
は
、
そ
の
委
託
を
受
け
て
い
る
者
の
事
務
所
又
は
事

業
所
を
含
む
。
以
下
第
八
条
の
五
十
三
ま
で
に
お
い
て

同
じ
。
）
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
帳
簿
に
記
載

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
製
造
を
行
つ
た
年
月
日

二
　
製
造
を
行
つ
た
場
所

三
　
製
造
に
使
用
し
た
炭
化
水
素
油
そ
の
他
の
原
材
料

の
性
状
及
び
数
量

四
　
炭
化
水
素
油
の
製
造
方
法

五
　
製
造
に
使
用
し
た
炭
化
水
素
油
そ
の
他
の
原
材
料

の
仕
入
先
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地

並
び
に
仕
入
先
ご
と
の
仕
入
数
量

六
　
製
造
し
た
炭
化
水
素
油
の
性
状
及
び
数
量

七
　
製
造
し
た
炭
化
水
素
油
の
用
途

八
　
製
造
し
た
炭
化
水
素
油
の
貯
蔵
場
所
及
び
在
庫

数
量

九
　
製
造
し
た
炭
化
水
素
油
を
譲
渡
し
、
又
は
消
費
し

た
と
き
は
、
そ
の
譲
渡
先
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住

所
又
は
所
在
地
、
そ
の
譲
渡
又
は
消
費
の
年
月
日
並

び
に
そ
の
譲
渡
数
量
又
は
消
費
数
量

２
　
法
第
百
四
十
四
条
の
三
十
二
第
一
項
第
三
号
の
承
認

を
受
け
た
者
は
、
事
務
所
又
は
事
業
所
ご
と
に
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
帳
簿
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
譲
渡
を
行
つ
た
年
月
日

二
　
譲
渡
を
行
つ
た
場
所

三
　
譲
渡
し
た
燃
料
炭
化
水
素
油
の
性
状
及
び
数
量

四
　
譲
渡
し
た
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又

は
所
在
地
並
び
に
当
該
譲
渡
に
係
る
自
動
車
の
自
動

車
登
録
番
号

五
　
交
付
し
た
自
動
車
用
炭
化
水
素
油
譲
渡
証
の
番
号

六
　
燃
料
炭
化
水
素
油
の
貯
蔵
場
所
及
び
在
庫
数
量

３
　
法
第
百
四
十
四
条
の
三
十
二
第
一
項
第
四
号
の
承
認

を
受
け
た
者
は
、
消
費
に
係
る
自
動
車
の
主
た
る
定
置

場
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
帳
簿
に
記
載
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
消
費
を
行
つ
た
年
月
日

二
　
消
費
し
た
燃
料
炭
化
水
素
油
の
性
状
及
び
数
量

三
　
消
費
に
係
る
自
動
車
の
自
動
車
登
録
番
号

四
　
燃
料
炭
化
水
素
油
の
在
庫
数
量

４
　
法
第
百
四
十
四
条
の
三
十
二
第
一
項
第
三
号
の
承
認

を
受
け
た
者
が
、
そ
の
者
の
事
務
所
又
は
事
業
所
に
お

い
て
当
該
承
認
に
係
る
燃
料
炭
化
水
素
油
を
自
動
車
の

保
有
者
に
譲
渡
し
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
自
動

車
用
炭
化
水
素
油
譲
渡
証
の
交
付
を
行
つ
た
場
合
に

は
、
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
譲
渡
し
た

相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地
に
係

る
事
項
の
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ

し
、
道
府
県
知
事
が
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
て
そ
の

記
載
を
命
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
事
業
の
開
廃
等
の
届
出
書
の
提
出
）

第
八
条
の
四
十
五
　
法
第
百
四
十
四
条
の
三
十
四
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
元
売
業
者
、
特

約
業
者
、
石
油
製
品
販
売
業
者
及
び
軽
油
製
造
業
者
等

は
、
事
業
を
開
始
し
、
廃
止
し
、
又
は
休
止
し
よ
う
と

す
る
日
の
五
日
前
ま
で
に
第
十
六
号
の
三
十
五
様
式
に

よ
る
届
出
書
を
、
主
た
る
事
務
所
又
は
事
業
所
所
在
地

の
道
府
県
知
事
に
（
元
売
業
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
道

府
県
知
事
を
経
由
し
て
総
務
大
臣
に
）
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
百
四
十
四
条
の
三
十
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

届
出
を
し
よ
う
と
す
る
元
売
業
者
、
特
約
業
者
、
石
油

製
品
販
売
業
者
及
び
軽
油
製
造
業
者
等
は
、
当
該
販
売

契
約
の
締
結
又
は
終
了
の
日
か
ら
五
日
以
内
に
第
十
六

号
の
三
十
六
様
式
に
よ
る
届
出
書
を
主
た
る
事
務
所
又

は
事
業
所
所
在
地
の
道
府
県
知
事
に
（
元
売
業
者
に
あ

つ
て
は
、
当
該
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
総
務
大
臣

に
）
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
法
第
百
四
十
四
条
の
三
十
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

届
出
を
し
よ
う
と
す
る
元
売
業
者
、
特
約
業
者
、
石
油

製
品
販
売
業
者
及
び
軽
油
製
造
業
者
等
は
、
遅
滞
な

く
、
当
該
異
動
に
係
る
事
項
を
記
載
し
た
第
十
六
号
の

三
十
五
様
式
又
は
第
十
六
号
の
三
十
六
様
式
に
よ
る
届

出
書
を
主
た
る
事
務
所
又
は
事
業
所
所
在
地
の
道
府
県

知
事
に
（
元
売
業
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
道
府
県
知
事

を
経
由
し
て
総
務
大
臣
に
）
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
届
出
書
の
提
出
を
受
け
た
道
府
県
知
事
か
ら
関
係
道

府
県
知
事
へ
の
通
知
）

第
八
条
の
四
十
六
　
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
書

の
提
出
を
受
け
た
道
府
県
知
事
は
、
速
や
か
に
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
関
係
道
府
県
知
事
に
通
知
す
る
も
の
と

す
る
。

一
　
元
売
業
者
、
特
約
業
者
、
石
油
製
品
販
売
業
者
及

び
軽
油
製
造
業
者
等
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又

は
所
在
地

二
　
事
務
所
又
は
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

三
　
事
業
の
開
始
若
し
く
は
廃
止
の
年
月
日
又
は
休
止

期
間

２
　
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
の
提
出
を
受
け

た
道
府
県
知
事
は
、
速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

関
係
道
府
県
知
事
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
契
約
の
当
事
者
そ
れ
ぞ
れ
の
氏
名
又
は
名
称
及
び

住
所
又
は
所
在
地

二
　
契
約
の
締
結
又
は
終
了
の
年
月
日

30



３
　
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
の
提
出
を
受
け

た
道
府
県
知
事
は
、
速
や
か
に
、
当
該
異
動
に
係
る
事

項
を
関
係
道
府
県
知
事
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
法
第
百
四
十
四
条
の
三
十
五
第
一
項
の
報
告
事
項
等
）

第
八
条
の
四
十
七
　
法
第
百
四
十
四
条
の
三
十
五
第
一
項

に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
表
の

上
欄
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

中
欄
に
掲
げ
る
事
項
と
し
、
同
項
に
規
定
す
る
総
務
省

令
で
定
め
る
道
府
県
知
事
は
、
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

者
及
び
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
事
項
の
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
道
府
県
知
事
と
す

る
。

元売業者

①
　
納
入
を
行
つ
た
軽
油
に
つ
い
て
の
引
取
り

を
行
つ
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は

所
在
地
並
び
に
引
取
り
を
行
つ
た
者
ご
と
の
引

渡
数
量

②
　
納
入
を
行
つ
た
軽
油
に
つ
い
て
の
納
入
を

受
け
た
者
の
事
務
所
又
は
事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地
並
び
に
当
該
事
務
所
又
は
事
業
所
ご
と

の
納
入
数
量

③
　
納
入
を
行
つ
た
後
返
還
を
受
け
た
軽
油
に

つ
い
て
の
引
取
り
を
行
つ
た
者
の
氏
名
又
は
名

称
及
び
住
所
又
は
所
在
地
並
び
に
引
取
り
を
行

つ
た
者
ご
と
の
返
還
数
量

④
　
納
入
を
行
つ
た
後
返
還
を
受
け
た
軽
油
に

つ
い
て
の
納
入
を
受
け
た
者
の
事
務
所
又
は
事

業
所
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
当
該
事
務
所

又
は
事
業
所
ご
と
の
返
還
数
量

⑤
　
納
入
を
行
つ
た
軽
油
に
つ
い
て
の
元
売
業

者
の
事
務
所
又
は
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

並
び
に
当
該
事
務
所
又
は
事
業
所
ご
と
の
納
入

数
量

⑥
　
納
入
を
行
つ
た
後
返
還
を
受
け
た
軽
油
に

つ
い
て
の
返
還
を
受
け
た
元
売
業
者
の
事
務
所

又
は
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
当
該

事
務
所
又
は
事
業
所
ご
と
の
返
還
数
量

軽

油

の

納

入

地

の

道

府

県

知
事

　

①
　
軽
油
の
製
造
を
行
つ
た
事
業
所
の
名
称
及

び
所
在
地
並
び
に
事
業
所
ご
と
の
軽
油
の
製
造

数
量

②
　
軽
油
の
輸
入
の
許
可
（
関
税
法
（
昭
和
二

十
九
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
六
十
七
条
に
規

定
す
る
輸
入
の
許
可
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
、

次
条
及
び
第
八
条
の
五
十
三
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
係
る
税
関
、
輸
入
の
許
可
を
受
け
た
年
月

日
、
税
関
ご
と
及
び
輸
入
の
許
可
ご
と
の
軽
油

の
輸
入
数
量
並
び
に
輸
入
し
た
軽
油
に
係
る
関

税
定
率
法
（
明
治
四
十
三
年
法
律
第
五
十
四

主

た

る

事

務

所

又

は

事

業

所

所

在

地

の

道

府

県

知
事

号
）
別
表
の
品
名
及
び
関
税
法
第
百
二
条
の
規

定
に
基
づ
く
輸
出
統
計
品
目
表
及
び
輸
入
統
計

品
目
表
（
昭
和
六
十
二
年
大
蔵
省
告
示
第
九
十

四
号
）
の
輸
入
統
計
品
目
表
（
以
下
こ
の
条
、

次
条
及
び
第
八
条
の
五
十
三
に
お
い
て
「
輸
入

統
計
品
目
表
」
と
い
う
。
）
の
統
計
番
号

③
　
引
取
り
を
行
つ
た
軽
油
に
つ
い
て
の
引
渡

し
を
行
つ
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
引
渡
し

を
行
つ
た
者
ご
と
の
引
取
数
量
並
び
に
引
渡
し

を
行
つ
た
者
の
事
務
所
又
は
事
業
所
所
在
の
道

府
県
ご
と
の
引
取
数
量

④
　
納
入
を
受
け
た
軽
油
に
つ
い
て
の
納
入
を

行
つ
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
納
入
を
行
つ

た
者
ご
と
の
納
入
数
量
並
び
に
納
入
を
行
つ
た

者
の
事
務
所
又
は
事
業
所
所
在
の
道
府
県
ご
と

の
納
入
数
量

⑤
　
引
取
り
を
行
つ
た
後
返
還
を
行
つ
た
軽
油

に
つ
い
て
の
引
渡
し
を
行
つ
た
者
の
氏
名
又
は

名
称
及
び
引
渡
し
を
行
つ
た
者
ご
と
の
返
還
数

量
並
び
に
引
渡
し
を
行
つ
た
者
の
事
務
所
又
は

事
業
所
所
在
の
道
府
県
ご
と
の
返
還
数
量

⑥
　
納
入
を
受
け
た
後
返
還
を
行
つ
た
軽
油
に

つ
い
て
の
納
入
を
行
つ
た
者
の
氏
名
又
は
名
称

及
び
納
入
を
行
つ
た
者
ご
と
の
返
還
数
量
並
び

に
納
入
を
行
つ
た
者
の
事
務
所
又
は
事
業
所
所

在
の
道
府
県
ご
と
の
返
還
数
量

⑦
　
引
渡
し
を
行
つ
た
軽
油
に
つ
い
て
の
引
取

り
を
行
つ
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
引
取
り

を
行
つ
た
者
ご
と
の
引
渡
数
量
並
び
に
引
取
り

を
行
つ
た
者
の
事
務
所
又
は
事
業
所
所
在
の
道

府
県
ご
と
の
引
渡
数
量

⑧
　
納
入
を
行
つ
た
軽
油
に
つ
い
て
の
納
入
を

受
け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
納
入
を
受
け

た
者
ご
と
の
納
入
数
量
並
び
に
納
入
を
受
け
た

者
の
事
務
所
又
は
事
業
所
所
在
の
道
府
県
ご
と

の
納
入
数
量

⑨
　
消
費
を
行
つ
た
事
務
所
又
は
事
業
所
ご
と

の
消
費
数
量

⑩
　
引
渡
し
を
行
つ
た
後
返
還
を
受
け
た
軽
油

に
つ
い
て
の
引
取
り
を
行
つ
た
者
の
氏
名
又
は

名
称
及
び
引
取
り
を
行
つ
た
者
ご
と
の
返
還
数

量
並
び
に
引
取
り
を
行
つ
た
者
の
事
務
所
又
は

事
業
所
所
在
の
道
府
県
ご
と
の
返
還
数
量

⑪
　
納
入
を
行
つ
た
後
返
還
を
受
け
た
軽
油
に

つ
い
て
の
納
入
を
受
け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称

及
び
納
入
を
受
け
た
者
ご
と
の
返
還
数
量
並
び

に
納
入
を
受
け
た
者
の
事
務
所
又
は
事
業
所
所

在
の
道
府
県
ご
と
の
返
還
数
量

⑫
　
元
売
業
者
の
事
務
所
又
は
事
業
所
ご
と
の

各
月
末
日
に
お
け
る
軽
油
の
在
庫
数
量

特約業者

①
　
軽
油
の
製
造
を
行
つ
た
事
業
所
の
名
称
及

び
所
在
地
並
び
に
事
業
所
ご
と
の
軽
油
の
製
造

数
量

②
　
軽
油
の
輸
入
の
許
可
に
係
る
税
関
、
輸
入

の
許
可
を
受
け
た
年
月
日
、
税
関
ご
と
及
び
輸

入
の
許
可
ご
と
の
軽
油
の
輸
入
数
量
並
び
に
輸

入
し
た
軽
油
に
係
る
関
税
定
率
法
別
表
の
品
名

及
び
輸
入
統
計
品
目
表
の
統
計
番
号

③
　
引
取
り
を
行
つ
た
軽
油
に
つ
い
て
の
引
渡

し
を
行
つ
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
引
渡
し

を
行
つ
た
者
ご
と
の
引
取
数
量
並
び
に
引
渡
し

を
行
つ
た
者
の
事
務
所
又
は
事
業
所
所
在
の
道

府
県
ご
と
の
引
取
数
量

④
　
納
入
を
受
け
た
軽
油
に
つ
い
て
の
納
入
を

行
つ
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
納
入
を
行
つ

た
者
ご
と
の
納
入
数
量
並
び
に
納
入
を
行
つ
た

者
の
事
務
所
又
は
事
業
所
所
在
の
道
府
県
ご
と

の
納
入
数
量

⑤
　
引
取
り
を
行
つ
た
後
返
還
を
行
つ
た
軽
油

に
つ
い
て
の
引
渡
し
を
行
つ
た
者
の
氏
名
又
は

名
称
及
び
引
渡
し
を
行
つ
た
者
ご
と
の
返
還
数

量
並
び
に
引
渡
し
を
行
つ
た
者
の
事
務
所
又
は

事
業
所
所
在
の
道
府
県
ご
と
の
返
還
数
量

⑥
　
納
入
を
受
け
た
後
返
還
を
行
つ
た
軽
油
に

つ
い
て
の
納
入
を
行
つ
た
者
の
氏
名
又
は
名
称

及
び
納
入
を
行
つ
た
者
ご
と
の
返
還
数
量
並
び

に
納
入
を
行
つ
た
者
の
事
務
所
又
は
事
業
所
所

在
の
道
府
県
ご
と
の
返
還
数
量

⑦
　
引
渡
し
を
行
つ
た
軽
油
に
つ
い
て
の
引
取

り
を
行
つ
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
引
取
り

を
行
つ
た
者
ご
と
の
引
渡
数
量
並
び
に
引
取
り

を
行
つ
た
者
の
事
務
所
又
は
事
業
所
所
在
の
道

府
県
ご
と
の
引
渡
数
量

⑧
　
納
入
を
行
つ
た
軽
油
に
つ
い
て
の
納
入
を

受
け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
納
入
を
受
け

た
者
ご
と
の
納
入
数
量
並
び
に
納
入
を
受
け
た

者
の
事
務
所
又
は
事
業
所
所
在
の
道
府
県
ご
と

の
納
入
数
量

⑨
　
消
費
を
行
つ
た
事
務
所
又
は
事
業
所
ご
と

の
消
費
数
量

⑩
　
引
渡
し
を
行
つ
た
後
返
還
を
受
け
た
軽
油

に
つ
い
て
の
引
取
り
を
行
つ
た
者
の
氏
名
又
は

名
称
及
び
引
取
り
を
行
つ
た
者
ご
と
の
返
還
数

量
並
び
に
引
取
り
を
行
つ
た
者
の
事
務
所
又
は

事
業
所
所
在
の
道
府
県
ご
と
の
返
還
数
量

主

た

る

事

務

所

又

は

事

業

所

所

在

地

の

道

府

県

知
事

⑪
　
納
入
を
行
つ
た
後
返
還
を
受
け
た
軽
油
に

つ
い
て
の
納
入
を
受
け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称

及
び
納
入
を
受
け
た
者
ご
と
の
返
還
数
量
並
び

に
納
入
を
受
け
た
者
の
事
務
所
又
は
事
業
所
所

在
の
道
府
県
ご
と
の
返
還
数
量

⑫
　
特
約
業
者
の
事
務
所
又
は
事
業
所
ご
と
の

各
月
末
日
に
お
け
る
軽
油
の
在
庫
数
量

軽油製造業者等

①
　
軽
油
の
製
造
を
行
つ
た
事
業
所
の
名
称
及

び
所
在
地
並
び
に
事
業
所
ご
と
の
軽
油
の
製
造

数
量

②
　
軽
油
の
輸
入
の
許
可
に
係
る
税
関
、
輸
入

の
許
可
を
受
け
た
年
月
日
、
税
関
ご
と
及
び
輸

入
の
許
可
ご
と
の
軽
油
の
輸
入
数
量
並
び
に
輸

入
し
た
軽
油
に
係
る
関
税
定
率
法
別
表
の
品
名

及
び
輸
入
統
計
品
目
表
の
統
計
番
号

③
　
引
取
り
を
行
つ
た
軽
油
に
つ
い
て
の
引
渡

し
を
行
つ
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
引
渡
し

を
行
つ
た
者
ご
と
の
引
取
数
量
並
び
に
引
渡
し

を
行
つ
た
者
の
事
務
所
又
は
事
業
所
所
在
の
道

府
県
ご
と
の
引
取
数
量

④
　
納
入
を
受
け
た
軽
油
に
つ
い
て
の
納
入
を

行
つ
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
納
入
を
行
つ

た
者
ご
と
の
納
入
数
量
並
び
に
納
入
を
行
つ
た

者
の
事
務
所
又
は
事
業
所
所
在
の
道
府
県
ご
と

の
納
入
数
量

⑤
　
引
取
り
を
行
つ
た
後
返
還
を
行
つ
た
軽
油

に
つ
い
て
の
引
渡
し
を
行
つ
た
者
の
氏
名
又
は

名
称
及
び
引
渡
し
を
行
つ
た
者
ご
と
の
返
還
数

量
並
び
に
引
渡
し
を
行
つ
た
者
の
事
務
所
又
は

事
業
所
所
在
の
道
府
県
ご
と
の
返
還
数
量

⑥
　
納
入
を
受
け
た
後
返
還
を
行
つ
た
軽
油
に

つ
い
て
の
納
入
を
行
つ
た
者
の
氏
名
又
は
名
称

及
び
納
入
を
行
つ
た
者
ご
と
の
返
還
数
量
並
び

に
納
入
を
行
つ
た
者
の
事
務
所
又
は
事
業
所
所

在
の
道
府
県
ご
と
の
返
還
数
量

⑦
　
引
渡
し
を
行
つ
た
軽
油
に
つ
い
て
の
引
取

り
を
行
つ
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
引
取
り

を
行
つ
た
者
ご
と
の
引
渡
数
量
並
び
に
引
取
り

を
行
つ
た
者
の
事
務
所
又
は
事
業
所
所
在
の
道

府
県
ご
と
の
引
渡
数
量

⑧
　
納
入
を
行
つ
た
軽
油
に
つ
い
て
の
納
入
を

受
け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
納
入
を
受
け

た
者
ご
と
の
納
入
数
量
並
び
に
納
入
を
受
け
た

者
の
事
務
所
又
は
事
業
所
所
在
の
道
府
県
ご
と

の
納
入
数
量

主

た

る

事

務

所

又

は

事

業

所

所

在

地

の

道

府

県

知
事
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⑨
　
消
費
を
行
つ
た
事
務
所
又
は
事
業
所
ご
と

の
消
費
数
量

⑩
　
引
渡
し
を
行
つ
た
後
返
還
を
受
け
た
軽
油

に
つ
い
て
の
引
取
り
を
行
つ
た
者
の
氏
名
又
は

名
称
及
び
引
取
り
を
行
つ
た
者
ご
と
の
返
還
数

量
並
び
に
引
取
り
を
行
つ
た
者
の
事
務
所
又
は

事
業
所
所
在
の
道
府
県
ご
と
の
返
還
数
量

⑪
　
納
入
を
行
つ
た
後
返
還
を
受
け
た
軽
油
に

つ
い
て
の
納
入
を
受
け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称

及
び
納
入
を
受
け
た
者
ご
と
の
返
還
数
量
並
び

に
納
入
を
受
け
た
者
の
事
務
所
又
は
事
業
所
所

在
の
道
府
県
ご
と
の
返
還
数
量

⑫
　
軽
油
製
造
業
者
等
の
事
務
所
又
は
事
業
所

ご
と
の
各
月
末
日
に
お
け
る
軽
油
の
在
庫
数
量

（
法
第
百
四
十
四
条
の
三
十
五
第
二
項
の
報
告
事
項
等
）

第
八
条
の
四
十
八
　
法
第
百
四
十
四
条
の
三
十
五
第
二
項

に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
定
め

る
事
項
と
し
、
同
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る

道
府
県
知
事
は
、
主
た
る
事
務
所
又
は
事
業
所
所
在
地

の
道
府
県
知
事
と
す
る
。

一
　
製
造
を
し
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
又
は
所

在
地
及
び
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
（
個
人
番
号
又

は
法
人
番
号
を
有
し
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
氏
名
又

は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地
）

二
　
製
造
を
し
た
年
月
日

三
　
製
造
を
し
た
場
所

四
　
製
造
に
使
用
し
た
炭
化
水
素
油
そ
の
他
の
原
材
料

の
性
状
及
び
数
量
並
び
に
軽
油
の
製
造
方
法

五
　
製
造
し
た
軽
油
の
数
量

六
　
製
造
し
た
軽
油
の
用
途

七
　
製
造
し
た
軽
油
を
譲
渡
し
よ
う
と
す
る
相
手
方
の

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地
並
び
に
譲
渡

又
は
消
費
の
予
定
年
月
日

八
　
製
造
し
た
軽
油
を
譲
渡
し
、
又
は
消
費
し
た
と
き

は
、
そ
の
譲
渡
先
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は

所
在
地
、
そ
の
譲
渡
又
は
消
費
の
年
月
日
並
び
に
そ

の
譲
渡
数
量
又
は
消
費
数
量

（
法
第
百
四
十
四
条
の
三
十
五
第
五
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
項
）

第
八
条
の
四
十
九
　
法
第
百
四
十
四
条
の
三
十
五
第
五
項

に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ

る
事
項
と
す
る
。

一
　
軽
油
の
納
入
先
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は

所
在
地

二
　
納
入
を
行
つ
た
年
月
日

三
　
納
入
を
行
つ
た
軽
油
の
数
量

（
法
第
百
四
十
四
条
の
三
十
五
第
六
項
の
総
務
省
令
で

定
め
る
事
項
）

第
八
条
の
五
十
　
法
第
百
四
十
四
条
の
三
十
五
第
六
項
に

規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る

事
項
と
す
る
。

一
　
納
入
を
受
け
た
軽
油
の
引
渡
し
を
行
つ
た
者
の
氏

名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地

二
　
納
入
を
受
け
た
軽
油
の
納
入
を
行
つ
た
者
の
氏
名

又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地

三
　
納
入
を
受
け
た
年
月
日

四
　
納
入
を
受
け
た
軽
油
の
数
量

（
軽
油
の
引
取
り
の
報
告
等
の
方
法
）

第
八
条
の
五
十
一
　
法
第
百
四
十
四
条
の
三
十
五
第
一
項

又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
次
の
表
の
上
欄

に
掲
げ
る
事
項
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下

欄
に
掲
げ
る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
法
第
百
四
十
四
条
の
三
十
五
第
一
項
の

元
売
業
者
が
軽
油
の
納
入
地
の
道
府
県
知
事

に
対
し
報
告
す
べ
き
事
項

第

十

六

号

の

三

十

七

様

式

か

ら

第

十

六

号

の

四

十

様

式
ま
で

二
　
法
第
百
四
十
四
条
の
三
十
五
第
一
項
の

元
売
業
者
、
特
約
業
者
及
び
軽
油
製
造
業
者

等
が
そ
の
主
た
る
事
務
所
又
は
事
業
所
所
在

地
の
道
府
県
知
事
に
対
し
報
告
す
べ
き
事
項

第

十

六

号

の

四

十

一

様
式

三
　
法
第
百
四
十
四
条
の
三
十
五
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
報
告
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
そ

の
主
た
る
事
務
所
又
は
事
業
所
所
在
地
の
道

府
県
知
事
に
対
し
報
告
す
べ
き
事
項

第

十

六

号

の

四

十

二

様
式

２
　
元
売
業
者
、
特
約
業
者
及
び
軽
油
製
造
業
者
等
が
そ

の
事
務
所
又
は
事
業
所
に
お
い
て
行
う
自
動
車
の
保
有

者
に
対
す
る
現
実
の
納
入
を
伴
う
軽
油
の
引
渡
し
に
つ

い
て
は
、
第
八
条
の
四
十
七
の
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
事

項
の
う
ち
、
引
渡
し
を
行
つ
た
軽
油
に
つ
い
て
の
引
取

り
を
行
つ
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
引
取
り
を
行
つ

た
者
ご
と
の
引
渡
数
量
並
び
に
引
取
り
を
行
つ
た
者
の

事
務
所
又
は
事
業
所
所
在
の
道
府
県
ご
と
の
引
渡
数
量

並
び
に
納
入
を
行
つ
た
軽
油
に
つ
い
て
の
納
入
を
受
け

た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
納
入
を
受
け
た
者
ご
と
の

納
入
数
量
並
び
に
納
入
を
受
け
た
者
の
事
務
所
又
は
事

業
所
所
在
の
道
府
県
ご
と
の
納
入
数
量
を
省
略
す
る
方

法
に
よ
り
報
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
道
府

県
知
事
が
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
て
そ
の
報
告
を
命

じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３
　
元
売
業
者
は
、
毎
月
末
日
ま
で
に
、
前
月
の
初
日
か

ら
末
日
ま
で
の
間
に
法
第
百
四
十
四
条
の
三
十
五
第
五

項
の
規
定
に
よ
る
納
入
を
行
つ
た
軽
油
に
係
る
第
八
条

の
四
十
九
に
規
定
す
る
事
項
を
、
当
該
特
約
業
者
に
対

し
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
法
第
百
四
十
四
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定

す
る
軽
油
の
引
取
り
を
行
つ
た
者
は
、
毎
月
末
日
ま
で

に
、
前
月
の
初
日
か
ら
末
日
ま
で
の
間
に
納
入
を
受
け

た
軽
油
に
係
る
前
条
に
規
定
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書

類
を
、
当
該
引
取
り
に
係
る
特
別
徴
収
義
務
者
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
自
動
車
の
保
有
者
が
元
売
業
者
又
は
特
約
業
者
の
事

務
所
又
は
事
業
所
に
お
い
て
現
実
の
納
入
を
伴
う
軽
油

の
引
取
り
を
行
う
場
合
に
お
い
て
の
前
項
の
書
類
の
提

出
に
つ
い
て
は
、
特
別
徴
収
義
務
者
が
前
条
に
規
定
す

る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
当
該
自
動
車
の
保
有
者
が

確
認
す
る
方
法
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
法
第
百
四
十
四
条
の
三
十
五
第
七
項
の
書
類
の
保
存
）

第
八
条
の
五
十
二
　
法
第
百
四
十
四
条
の
三
十
五
第
六
項

の
規
定
に
よ
り
書
類
の
提
出
を
受
け
た
特
別
徴
収
義
務

者
は
、
こ
れ
を
当
該
書
類
の
提
出
を
受
け
た
日
か
ら
七

年
間
、
当
該
特
別
徴
収
義
務
者
の
事
務
所
又
は
事
業
所

に
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
第
百
四
十
四
条
の
三
十
六
の
帳
簿
記
載
義
務
）

第
八
条
の
五
十
三
　
元
売
業
者
、
特
約
業
者
、
石
油
製
品

販
売
業
者
及
び
軽
油
製
造
業
者
等
は
、
事
務
所
又
は
事

業
所
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
帳
簿
に
記
載
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
引
取
り
を
行
つ
た
軽
油
の
数
量
及
び
引
取
り
を
行

つ
た
年
月
日
並
び
に
引
渡
し
を
行
つ
た
者
の
氏
名
又

は
名
称
及
び
引
渡
し
を
行
つ
た
者
の
事
務
所
又
は
事

業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

二
　
納
入
を
受
け
た
軽
油
の
数
量
及
び
納
入
を
受
け
た

年
月
日
並
び
に
納
入
を
行
つ
た
者
の
氏
名
又
は
名
称

及
び
納
入
を
行
つ
た
者
の
事
務
所
又
は
事
業
所
の
名

称
及
び
所
在
地

三
　
引
渡
し
を
行
つ
た
軽
油
の
数
量
及
び
引
渡
し
を
行

つ
た
年
月
日
並
び
に
引
取
り
を
行
つ
た
者
の
氏
名
又

は
名
称
及
び
引
取
り
を
行
つ
た
者
の
事
務
所
又
は
事

業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

四
　
納
入
を
行
つ
た
軽
油
の
数
量
及
び
納
入
を
行
つ
た

年
月
日
並
び
に
納
入
を
受
け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称

及
び
納
入
を
受
け
た
者
の
事
務
所
又
は
事
業
所
の
名

称
及
び
所
在
地

五
　
各
月
末
日
に
お
け
る
軽
油
の
在
庫
数
量

六
　
消
費
し
た
軽
油
の
数
量
及
び
消
費
の
年
月
日

七
　
引
取
り
を
行
つ
た
後
返
還
を
行
つ
た
軽
油
の
数
量

及
び
返
還
を
行
つ
た
年
月
日
並
び
に
返
還
を
受
け
た

者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
返
還
を
受
け
た
者
の
事
務

所
又
は
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

八
　
納
入
を
受
け
た
後
返
還
を
行
つ
た
軽
油
の
数
量
及

び
返
還
を
行
つ
た
年
月
日
並
び
に
返
還
を
受
け
た
者

の
氏
名
又
は
名
称
及
び
返
還
を
受
け
た
者
の
事
務
所

又
は
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

九
　
引
渡
し
を
行
つ
た
後
返
還
を
受
け
た
軽
油
の
数
量

及
び
返
還
を
受
け
た
年
月
日
並
び
に
返
還
を
行
つ
た

者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
返
還
を
行
つ
た
者
の
事
務

所
又
は
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

十
　
納
入
を
行
つ
た
後
返
還
を
受
け
た
軽
油
の
数
量
及

び
返
還
を
受
け
た
年
月
日
並
び
に
返
還
を
行
つ
た
者

の
氏
名
又
は
名
称
及
び
返
還
を
行
つ
た
者
の
事
務
所

又
は
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
軽
油
が
法
第
百
四
十
四
条

の
五
又
は
第
百
四
十
四
条
の
六
の
規
定
の
適
用
を
受
け

た
、
又
は
受
け
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
き
に
は
、
そ
の

旨
を
付
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
元
売
業
者
、
特
約
業
者
及
び
軽
油
製
造
業
者
等
は
、

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
軽
油
の
製
造
を
行
つ
た
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在

地
、
製
造
を
行
つ
た
年
月
日
並
び
に
事
業
所
ご
と
の

軽
油
の
製
造
数
量

二
　
軽
油
の
輸
入
の
許
可
に
係
る
税
関
、
輸
入
の
許
可

を
受
け
た
年
月
日
、
税
関
ご
と
及
び
輸
入
の
許
可
ご

と
の
軽
油
の
輸
入
数
量
並
び
に
輸
入
し
た
軽
油
に
係

る
関
税
定
率
法
別
表
の
品
名
及
び
輸
入
統
計
品
目
表

の
統
計
番
号

４
　
元
売
業
者
、
特
約
業
者
、
石
油
製
品
販
売
業
者
及
び

軽
油
製
造
業
者
等
は
、
帳
簿
を
既
に
軽
油
引
取
税
が
課

さ
れ
又
は
課
さ
れ
る
べ
き
軽
油
に
係
る
も
の
と
そ
の
他

の
軽
油
に
係
る
も
の
に
区
分
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
元
売
業
者
又
は
特
約
業
者
が
そ
の
販
売
事
業
の
一
部

を
他
の
者
に
委
託
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該

事
業
の
委
託
を
受
け
て
い
る
者
は
、
帳
簿
を
当
該
委
託

者
ご
と
の
も
の
と
そ
の
他
の
も
の
に
区
分
し
、
第
一
項

各
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び
当
該
委
託
に
係
る
事
項
を
記

載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
元
売
業
者
、
特
約
業
者
、
石
油
製
品
販
売
業
者
及
び

軽
油
製
造
業
者
等
が
そ
の
事
務
所
又
は
事
業
所
に
お
い

て
行
う
自
動
車
の
保
有
者
に
対
す
る
現
実
の
納
入
を
伴

う
軽
油
の
引
渡
し
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
第
三
号
及
び

第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
（
引
渡
し
を
行
つ
た
軽
油
の
数

量
及
び
引
渡
し
を
行
つ
た
年
月
日
並
び
に
納
入
を
行
つ

た
軽
油
の
数
量
及
び
納
入
を
行
つ
た
年
月
日
を
除
く
。
）

の
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
道
府

県
知
事
が
特
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
て
そ
の
記
載
を
命

じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

32



（
法
第
百
四
十
四
条
の
三
十
八
の
二
第
四
項
の
場
合
等
）

第
八
条
の
五
十
三
の
二
　
法
第
百
四
十
四
条
の
三
十
八
の

二
第
四
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、

税
理
士
法
施
行
規
則
第
十
五
条
の
税
務
代
理
権
限
証
書

（
次
項
に
お
い
て
「
税
務
代
理
権
限
証
書
」
と
い
う
。
）

に
、
法
第
百
四
十
四
条
の
三
十
八
の
二
第
一
項
に
規
定

す
る
元
売
業
者
等
へ
の
調
査
の
通
知
は
税
務
代
理
人
に

対
し
て
す
れ
ば
足
り
る
旨
の
記
載
が
あ
る
場
合
と
す

る
。

２
　
法
第
百
四
十
四
条
の
三
十
八
の
二
第
五
項
に
規
定
す

る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
税
務
代
理
権
限
証
書

に
、
当
該
税
務
代
理
権
限
証
書
を
提
出
す
る
者
を
同
項

の
代
表
す
る
税
務
代
理
人
と
し
て
定
め
た
旨
の
記
載
が

あ
る
場
合
と
す
る
。

（
法
第
百
四
十
四
条
の
六
十
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
道
路
）

第
八
条
の
五
十
四
　
法
第
百
四
十
四
条
の
六
十
第
一
項
に

規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
道
路
は
、
第
九
条
の
九

に
定
め
る
道
路
と
す
る
。

（
交
付
時
期
及
び
交
付
時
期
ご
と
の
交
付
額
）

第
八
条
の
五
十
五
　
法
第
百
四
十
四
条
の
六
十
第
一
項
の

指
定
道
府
県
（
以
下
第
八
条
の
五
十
九
ま
で
に
お
い
て

「
指
定
道
府
県
」
と
い
う
。
）
は
、
毎
年
度
、
同
項
の
指

定
市
（
以
下
第
八
条
の
六
十
ま
で
に
お
い
て
「
指
定

市
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

る
時
期
に
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
下
欄
に
定
め
る
額
に
当
該

指
定
市
の
区
域
内
に
存
す
る
一
般
国
道
等
（
法
第
百
四

十
四
条
の
六
十
第
一
項
の
一
般
国
道
等
を
い
う
。
以
下

第
八
条
の
五
十
八
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
面
積
を

当
該
指
定
道
府
県
の
区
域
内
に
存
す
る
一
般
国
道
等
の

面
積
で
除
し
て
得
た
率
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
交
付
す

る
。

交
付

時
期

交
付
時
期
ご
と
に
交
付
す
べ
き
額
の
基
準
と
な
る

額

八
月
前
年
度
三
月
か
ら
七
月
ま
で
の
間
に
収
入
し
た
軽

油
引
取
税
の
額
（
当
該
期
間
内
に
軽
油
引
取
税
に

係
る
還
付
金
を
歳
出
予
算
か
ら
支
出
し
た
場
合
に

お
い
て
は
、
当
該
支
出
し
た
額
を
控
除
し
た
額
と

す
る
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
十
分
の

九
に
相
当
す
る
額

十
二

月

八
月
か
ら
十
一
月
ま
で
の
間
に
収
入
し
た
軽
油
引

取
税
の
額
の
十
分
の
九
に
相
当
す
る
額

三
月
十
二
月
か
ら
二
月
ま
で
の
間
に
収
入
し
た
軽
油
引

取
税
の
額
の
十
分
の
九
に
相
当
す
る
額

２
　
前
項
の
率
を
算
出
す
る
場
合
に
お
い
て
小
数
点
以
下

三
位
未
満
の
端
数
が
生
ず
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨

て
る
。

３
　
第
一
項
に
規
定
す
る
各
交
付
時
期
ご
と
に
交
付
す
る

こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
金
額
が
あ
る
と
き
、
又
は
各
交

付
時
期
に
お
い
て
交
付
す
べ
き
金
額
を
超
え
て
交
付
し

た
金
額
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
金

額
を
次
の
交
付
時
期
に
交
付
す
べ
き
金
額
に
加
算
し
、

又
は
こ
れ
か
ら
減
額
す
る
も
の
と
す
る
。

（
交
付
額
の
算
定
に
用
い
る
資
料
の
提
出
義
務
）

第
八
条
の
五
十
六
　
指
定
市
の
長
は
、
指
定
道
府
県
の
知

事
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
指
定
道
府
県
が
当

該
指
定
市
に
対
し
て
前
条
の
規
定
に
よ
り
交
付
す
る
額

の
算
定
に
用
い
る
一
般
国
道
等
の
面
積
に
関
す
る
資
料

を
当
該
指
定
道
府
県
の
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
一
般
国
道
等
の
面
積
の
算
定
）

第
八
条
の
五
十
七
　
法
第
百
四
十
四
条
の
六
十
第
二
項
本

文
に
規
定
す
る
一
般
国
道
等
の
面
積
の
算
定
は
、
道
路

法
第
二
十
八
条
に
規
定
す
る
道
路
台
帳
に
記
載
さ
れ
て

い
る
道
路
（
同
法
第
九
条
の
路
線
の
認
定
の
公
示
、
同

法
第
十
八
条
第
一
項
の
道
路
の
区
域
の
決
定
の
公
示
及

び
同
条
第
二
項
の
供
用
開
始
の
公
示
が
行
わ
れ
た
も
の

を
い
う
。
）
の
延
長
に
当
該
一
般
国
道
等
の
路
面
幅
員

を
乗
じ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
算
定
は
、
毎
年
度
、
前
年
の
四
月
一
日
現
在

に
お
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
前
年
の
四
月

二
日
か
ら
そ
の
年
の
四
月
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、

市
町
村
の
廃
置
分
合
、
大
規
模
な
境
界
変
更
又
は
指
定

市
の
指
定
等
に
よ
り
一
般
国
道
等
を
管
理
す
る
都
道
府

県
又
は
指
定
市
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
都
道
府
県

知
事
が
必
要
と
認
め
る
場
合
に
限
り
前
項
及
び
こ
の
項

本
文
の
規
定
に
よ
る
算
定
は
、
そ
の
年
の
四
月
一
日
現

在
に
お
け
る
一
般
国
道
等
の
管
理
者
の
区
分
に
よ
り
行

う
こ
と
が
で
き
る
。

（
一
般
国
道
等
の
面
積
の
補
正
）

第
八
条
の
五
十
八
　
前
条
の
規
定
に
よ
つ
て
算
定
し
た
一

般
国
道
等
の
面
積
は
、
次
項
以
下
に
規
定
す
る
方
法
に

よ
つ
て
、
補
正
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
一
般
国
道
等
の
面
積
の
う
ち
道
路
（
橋
り
よ
う
を
除

く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
か
か
る
面
積

は
、
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
率
を
連
乗
し
て
得

た
率
を
基
礎
と
し
て
、
橋
り
よ
う
に
か
か
る
面
積
は
、

第
三
号
に
掲
げ
る
率
を
基
礎
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
総
務

大
臣
が
定
め
る
率
を
乗
じ
て
補
正
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
次
の
算
式
に
よ
つ
て
得
た
率

１
＋
（
（
（
有
効
幅
員
４
．
５
メ
ー
ト
ル
以
上
７
．

５
メ
ー
ト
ル
未
満
の
道
路
（
未
改
良
に
か
か
る

道
路
を
除
く
。
）
の
延
長×

１
）
＋
（
有
効
幅

員
４
．
５
メ
ー
ト
ル
以
上
の
道
路
（
改
良
に
か

か
る
道
路
を
除
く
。
）
の
延
長×

１
．
２
）
＋

（
有
効
幅
員
４
．
５
メ
ー
ト
ル
未
満
の
道
路
の

延
長×

１
．
５
）
）
／
道
路
の
面
積
）

二
　
次
の
算
式
に
よ
つ
て
得
た
率

（
砂
利
道
の
延
長×

１
．
３
＋
舗
装
道
の
延
長
）

／
道
路
の
延
長

三
　
次
の
算
式
に
よ
つ
て
得
た
率

（
（
木
橋
の
延
長×

９
＋
橋
り
よ
う
（
木
橋
を
除

く
。
）
の
延
長
）×

２
．
５
）
／
橋
り
よ
う
の

延
長

３
　
前
項
の
規
定
に
よ
つ
て
補
正
さ
れ
た
一
般
国
道
等
の

面
積
は
、
更
に
、
次
表
に
よ
つ
て
得
ら
れ
る
当
該
指
定

道
府
県
又
は
指
定
市
の
率
を
乗
じ
て
得
た
率
を
基
礎
と

し
て
総
務
大
臣
が
定
め
る
率
を
乗
じ
て
補
正
す
る
も
の

と
す
る
。

指
定
道
府
県
又
は
指
定
市
の
平
均
交
通

量

率

二
、
五
〇
〇
台
以
下

一
・
〇

二
、
五
〇
〇
台
を
超
え
三
、
五
〇
〇
台

以
下

一
・
二

三
、
五
〇
〇
台
を
超
え
四
、
五
〇
〇
台

以
下

一
・
四

四
、
五
〇
〇
台
を
超
え
五
、
五
〇
〇
台

以
下

一
・
六

五
、
五
〇
〇
台
を
超
え
六
、
五
〇
〇
台

以
下

一
・
八

六
、
五
〇
〇
台
を
超
え
七
、
五
〇
〇
台

以
下

二
・
〇

七
、
五
〇
〇
台
を
超
え
八
、
五
〇
〇
台

以
下

二
・
二

八
、
五
〇
〇
台
を
超
え
一
〇
、
五
〇
〇

台
以
下

二
・
六

一
〇
、
五
〇
〇
台
を
超
え
一
二
、
五
〇

〇
台
以
下

三
・
〇

一
二
、
五
〇
〇
台
を
超
え
二
八
、
五
〇

〇
台
以
下

三
・
〇
に
一
二

、
五
〇
〇
台
か

ら
計
算
し
て
一

、
〇
〇
〇
台
ま

で
を
増
す
ご
と

に
〇
・
二
を
加

算
し
た
数

二
八
、
五
〇
〇
台
を
超
え
る
も
の

六
・
六

４
　
第
二
項
第
三
号
の
木
橋
と
は
、
前
年
の
四
月
一
日
現

在
に
お
い
て
道
路
法
第
二
十
八
条
に
規
定
す
る
道
路
台

帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
木
橋
を
い
い
、
前
項
の
平
均
交

通
量
と
は
、
道
路
法
第
七
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

つ
て
国
土
交
通
大
臣
が

近
に
行
つ
た
一
般
交
通
調
査

に
基
づ
き
、
総
務
大
臣
が
調
査
算
定
し
た
も
の
を
い

う
。

５
　
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
率
及
び
同
項
第
一
号
及
び
第

二
号
に
掲
げ
る
率
を
連
乗
し
て
得
た
率
並
び
に
こ
れ
ら

の
率
を
基
礎
と
し
て
総
務
大
臣
が
定
め
る
率
を
算
定
す

る
場
合
に
お
い
て
、
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数
が

生
ず
る
と
き
は
、
こ
れ
を
四
捨
五
入
す
る
。

（
総
務
大
臣
が
定
め
る
率
の
算
定
に
用
い
る
資
料
の
提

出
義
務
）

第
八
条
の
五
十
九
　
指
定
道
府
県
の
知
事
及
び
指
定
市
の

長
は
、
総
務
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
条
の

規
定
に
よ
つ
て
総
務
大
臣
が
定
め
る
率
の
算
定
に
用
い

る
た
め
に
必
要
な
資
料
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
交
付
す
べ
き
額
の
算
定
に
錯
誤
が
あ
つ
た
場
合
の
措

置
）

第
八
条
の
六
十
　
第
八
条
の
五
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ

つ
て
指
定
市
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
額
を
交
付
し
た
後

に
お
い
て
、
そ
の
交
付
し
た
額
の
算
定
に
錯
誤
が
あ
つ

た
た
め
、
交
付
し
た
額
を
増
加
し
、
又
は
減
少
す
る
必

要
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
錯
誤
に
係
る
額

を
発
見
し
た
日
以
後
に
到
来
す
る
交
付
時
期
に
お
い
て

当
該
交
付
す
べ
き
額
に
加
算
し
、
又
は
こ
れ
か
ら
減
額

す
る
も
の
と
す
る
。

（
法
第
百
四
十
五
条
第
五
号
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
）

第
九
条
　
法
第
百
四
十
五
条
第
五
号
に
規
定
す
る
エ
ネ
ル

ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の

転
換
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
四
十

九
号
）
第
百
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら

れ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
機
器
等
製
造
事
業
者
等
の
判
断

の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
を
勘
案
し
て
総
務
省
令
で
定

め
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

自
動
車
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
効
率
と
す
る
。

一
　
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
非
化
石
エ
ネ

ル
ギ
ー
へ
の
転
換
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和

五
十
四
年
政
令
第
二
百
六
十
七
号
）
第
十
八
条
第
一

号
に
掲
げ
る
乗
用
自
動
車
　
乗
用
自
動
車
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

機
器
等
製
造
事
業
者
等
の
判
断
の
基
準
等
（
平
成
二

十
五
年
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
告
示
第
二
号
）

に
定
め
る
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率

二
　
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
非
化
石
エ
ネ

ル
ギ
ー
へ
の
転
換
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
十
八

条
第
八
号
に
掲
げ
る
貨
物
自
動
車
　
貨
物
自
動
車
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
エ
ネ
ル
ギ

ー
消
費
機
器
等
製
造
事
業
者
等
の
判
断
の
基
準
等
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（
平
成
二
十
七
年
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
告
示

第
一
号
）
に
定
め
る
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率

（
法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
第
二
号
の
専
ら
可
燃
性
天

然
ガ
ス
を
内
燃
機
関
の
燃
料
と
し
て
用
い
る
自
動
車

等
）

第
九
条
の
二
　
法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定

す
る
専
ら
可
燃
性
天
然
ガ
ス
を
内
燃
機
関
の
燃
料
と
し

て
用
い
る
自
動
車
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
内

燃
機
関
の
燃
料
と
し
て
可
燃
性
天
然
ガ
ス
を
用
い
る
自

動
車
で
当
該
自
動
車
に
係
る
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和

二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
五
十
八
条
に
規
定

す
る
自
動
車
検
査
証
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
九
条
の
四

に
お
い
て
「
自
動
車
検
査
証
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て

燃
料
が
可
燃
性
天
然
ガ
ス
で
あ
る
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
る
も
の
（
可
燃
性
天
然
ガ
ス
以
外
の
燃
料
を
用
い

る
旨
が
併
せ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）

と
す
る
。

２
　
法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
平

成
三
十
年
十
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と

し
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で
総
務
省
令
で

定
め
る
も
の
は
、
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
の
細
目

を
定
め
る
告
示
（
平
成
十
四
年
国
土
交
通
省
告
示
第
六

百
十
九
号
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
九
条
の
四
に
お
い
て

「
細
目
告
示
」
と
い
う
。
）
第
四
十
一
条
第
一
項
第
十
一

号
の
基
準
と
す
る
。

３
　
法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
平

成
二
十
一
年
十
月
一
日
（
車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン

を
超
え
十
二
ト
ン
以
下
の
天
然
ガ
ス
自
動
車
に
あ
つ
て

は
、
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
）
以
降
に
適
用
さ
れ
る

べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で

総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
自

動
車
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
基
準
と
す

る
。

一
　
車
両
総
重
量
（
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
条
第
三

号
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
を
い
う
。
以
下
こ
の
条

及
び
第
九
条
の
四
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
三
・
五
ト

ン
以
下
の
自
動
車
　
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
の

細
目
を
定
め
る
告
示
及
び
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基

準
第
二
章
及
び
第
三
章
の
規
定
の
適
用
関
係
の
整
理

の
た
め
必
要
な
事
項
を
定
め
る
告
示
の
一
部
を
改
正

す
る
告
示
（
平
成
三
十
年
国
土
交
通
省
告
示
第
五
百

二
十
八
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
細
目
告
示
（
以
下
こ

の
条
及
び
第
九
条
の
四
に
お
い
て
「
旧
細
目
告
示
」

と
い
う
。
）
第
四
十
一
条
第
一
項
第
十
一
号
イ
の
基

準
又
は
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
第
二
章
及
び
第

三
章
の
規
定
の
適
用
関
係
の
整
理
の
た
め
必
要
な
事

項
を
定
め
る
告
示
（
平
成
十
五
年
国
土
交
通
省
告
示

第
千
三
百
十
八
号
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
九
条
の
四

に
お
い
て
「
適
用
関
係
告
示
」
と
い
う
。
）
第
二
十

八
条
第
百
三
十
三
項
の
基
準

二
　
車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
を
超
え
る
自
動
車
　

細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
九
号
の
基
準

４
　
法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
窒

素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
二
十
一
年
天
然
ガ
ス
車
基

準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
十
分
の
九
を
超
え
な

い
天
然
ガ
ス
自
動
車
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

号
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一
　
車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
以
下
の
自
動
車
　
窒

素
酸
化
物
の
排
出
量
が
旧
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第

一
項
第
十
一
号
イ
の
表
の
（
１
）
か
ら
（
３
）
ま
で

に
掲
げ
る
自
動
車
の
種
別
に
応
じ
、
同
表
の
窒
素
酸

化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
十
分
の
九
を
超
え
な
い
自

動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
実
施
要
領

（
平
成
十
二
年
運
輸
省
告
示
第
百
三
号
）
第
五
条
の

規
定
に
よ
る
認
定
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
九
条
の
四

に
お
い
て
「
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
」
と
い
う
。
）
を

受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
を
超
え
る
自
動
車
　

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第

一
項
第
九
号
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
十
分
の

九
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車

認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

５
　
法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
総
務

省
令
で
定
め
る
動
力
源
は
、
電
気
及
び
蓄
圧
器
に
蓄
え

ら
れ
た
圧
力
と
す
る
。

６
　
法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
自
動

車
排
出
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
に
資
す
る
自
動
車
で
総
務

省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車

検
査
証
に
お
い
て
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
自
動
車
で
あ
る
旨
が

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
自
動
車
と
す
る
。

７
　
法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
動
力

源
と
し
て
用
い
る
電
気
を
外
部
か
ら
充
電
す
る
機
能
を

備
え
て
い
る
自
動
車
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、

当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
プ
ラ
グ

イ
ン
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
自
動
車
で
あ
る
旨
が
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
る
自
動
車
と
す
る
。

８
　
法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
第
四
号
イ
に
規
定
す
る
乗

用
車
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
要

件
に
該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
自
動
車
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

次
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ
　
平
成
三
十
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
（
法
第

百
四
十
九
条
第
一
項
第
四
号
イ
（
１
）
（
ｉ
）
に

規
定
す
る
平
成
三
十
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準

を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
九
条
の
四
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
適
合
す
る
自
動
車
　
窒
素
酸
化
物

の
排
出
量
が
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三

号
イ
の
表
の
（
１
）
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ

る
値
の
二
分
の
一
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か

つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る

こ
と
。

ロ
　
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
（
法
第

百
四
十
九
条
第
一
項
第
四
号
イ
（
１
）
（
ｉ
ｉ
）

に
規
定
す
る
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基

準
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
九
条
の
四
に
お

い
て
同
じ
。
）
に
適
合
す
る
自
動
車
　
窒
素
酸
化

物
の
排
出
量
が
旧
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項

第
三
号
イ
の
表
の
（
１
）
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に

掲
げ
る
値
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、

か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ

る
こ
と
。

二
　
自
動
車
の
燃
費
性
能
の
評
価
及
び
公
表
に
関
す
る

実
施
要
領
（
平
成
十
六
年
国
土
交
通
省
告
示
第
六
十

一
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
燃
費
評
価
実
施
要

領
」
と
い
う
。
）
第
四
条
の
五
に
規
定
す
る
令
和
十

二
年
度
燃
費
基
準
達
成
・
向
上
達
成
レ
ベ
ル
（
以
下

こ
の
条
及
び
第
九
条
の
四
に
お
い
て
「
令
和
十
二
年

度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
」
と
い
う
。
）
が
九
十
以

上
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検

査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ

と
。

三
　
燃
費
評
価
実
施
要
領
第
四
条
の
二
に
規
定
す
る
令

和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
・
向
上
達
成
レ
ベ
ル
（
以

下
こ
の
条
及
び
第
九
条
の
四
に
お
い
て
「
令
和
二
年

度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
」
と
い
う
。
）
が
百
以
上

で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査

証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ

と
。

９
　
法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
第
四
号
イ
（
１
）
（
ｉ
）

に
規
定
す
る
平
成
三
十
年
十
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ

る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準

で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
細
目
告
示
第
四
十
一

条
第
一
項
第
三
号
イ
（
粒
子
状
物
質
に
係
る
部
分
を
除

く
。
）
の
基
準
と
す
る
。

10
　
法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
第
四
号
イ
（
１
）
（
ｉ
ｉ
）

に
規
定
す
る
平
成
十
七
年
十
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ

る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準

で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
旧
細
目
告
示
第
四
十

一
条
第
一
項
第
三
号
イ
（
粒
子
状
物
質
に
係
る
部
分
を

除
く
。
）
の
基
準
又
は
適
用
関
係
告
示
第
二
十
八
条
第

百
八
項
の
基
準
と
す
る
。

11
　
法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
第
四
号
ロ
に
規
定
す
る
乗

用
車
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
要

件
に
該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
自
動
車
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

次
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ
　
平
成
三
十
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合

す
る
自
動
車
　
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
細
目
告

示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
（
１
）

の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
二
分
の
一
を

超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認

定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合

す
る
自
動
車
　
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
旧
細
目

告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の

（
１
）
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
四
分

の
一
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ

ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
令
和
十
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
九
十
五

以
上
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車

検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る

こ
と
。

三
　
令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
以
上
で

あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証

に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

12
　
法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
第
四
号
ハ
に
規
定
す
る
車

両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
以
下
の
バ
ス
で
総
務
省
令
で

定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
自
動

車
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
自
動
車
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

次
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ
　
平
成
三
十
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合

す
る
自
動
車
　
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
細
目
告

示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
（
２
）

又
は
（
３
）
に
掲
げ
る
自
動
車
の
種
別
に
応
じ
、

同
表
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
二
分
の

一
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス

車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合

す
る
自
動
車
　
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
旧
細
目

告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の

（
２
）
又
は
（
３
）
に
掲
げ
る
自
動
車
の
種
別
に

応
じ
、
同
表
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の

四
分
の
一
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排

出
ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
五
以
上

で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査

34



証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ

と
。

13
　
法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
第
四
号
ニ
に
規
定
す
る
車

両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
以
下
の
バ
ス
で
総
務
省
令
で

定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
自
動

車
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
自
動
車
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

次
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ
　
平
成
三
十
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合

す
る
自
動
車
　
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
細
目
告

示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
（
２
）

又
は
（
３
）
に
掲
げ
る
自
動
車
の
種
別
に
応
じ
、

同
表
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
四
分
の

三
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス

車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合

す
る
自
動
車
　
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
旧
細
目

告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の

（
２
）
又
は
（
３
）
に
掲
げ
る
自
動
車
の
種
別
に

応
じ
、
同
表
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の

二
分
の
一
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排

出
ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
十
以
上

で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査

証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ

と
。

14
　
法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
第
四
号
ホ
に
規
定
す
る
車

両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
以
下
の
ト
ラ
ッ
ク
で
総
務
省

令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る

自
動
車
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
自
動
車
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

次
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ
　
平
成
三
十
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合

す
る
自
動
車
　
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
細
目
告

示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
（
２
）

又
は
（
３
）
に
掲
げ
る
自
動
車
の
種
別
に
応
じ
、

同
表
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
二
分
の

一
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス

車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合

す
る
自
動
車
　
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
旧
細
目

告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の

（
２
）
又
は
（
３
）
に
掲
げ
る
自
動
車
の
種
別
に

応
じ
、
同
表
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の

四
分
の
一
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排

出
ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
燃
費
評
価
実
施
要
領
第
四
条
の
三
に
規
定
す
る
令

和
四
年
度
燃
費
基
準
達
成
・
向
上
達
成
レ
ベ
ル
（
以

下
こ
の
条
及
び
第
九
条
の
四
に
お
い
て
「
令
和
四
年

度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
」
と
い
う
。
）
が
百
（
車

両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
以
下
の
ト
ラ
ッ
ク
に
あ
つ

て
は
、
令
和
四
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百

五
）
以
上
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動
車
に
係
る
自

動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
る
こ
と
。

15
　
法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
第
四
号
ヘ
に
規
定
す
る
車

両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
を
超
え
三
・
五
ト
ン
以
下
の

ト
ラ
ッ
ク
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ

る
要
件
に
該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
自
動
車
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

次
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ
　
平
成
三
十
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合

す
る
自
動
車
　
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
細
目
告

示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
（
３
）

の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
四
分
の
三
を

超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認

定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合

す
る
自
動
車
　
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
旧
細
目

告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の

（
３
）
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
二
分

の
一
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ

ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
令
和
四
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
五
以
上

で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査

証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ

と
。

16
　
法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
第
五
号
イ
に
規
定
す
る
乗

用
車
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
要

件
に
該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
自
動
車
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

次
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ
　
平
成
三
十
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量
車
基
準
（
法
第

百
四
十
九
条
第
一
項
第
五
号
イ
（
１
）
（
ｉ
）
に

規
定
す
る
平
成
三
十
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量
車
基
準

を
い
う
。
第
二
十
項
第
一
号
及
び
第
九
条
の
四
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
適
合
す
る
自
動
車
　
窒
素
酸

化
物
の
排
出
量
が
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項

第
三
号
イ
の
表
の
（
１
）
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に

掲
げ
る
値
の
二
分
の
一
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、

か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ

る
こ
と
。

ロ
　
平
成
十
七
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量
車
基
準
（
法
第

百
四
十
九
条
第
一
項
第
五
号
イ
（
１
）
（
ｉ
ｉ
）

に
規
定
す
る
平
成
十
七
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量
車
基

準
を
い
う
。
第
二
十
項
第
一
号
及
び
第
九
条
の
四

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
適
合
す
る
自
動
車
　
窒
素

酸
化
物
の
排
出
量
が
旧
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第

一
項
第
三
号
イ
の
表
の
（
１
）
の
窒
素
酸
化
物
の

欄
に
掲
げ
る
値
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い
自
動
車

で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の

で
あ
る
こ
と
。

二
　
令
和
十
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
九
十
以

上
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検

査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ

と
。

三
　
令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
以
上
で

あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証

に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

17
　
法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
第
五
号
イ
（
１
）
（
ｉ
）

に
規
定
す
る
平
成
三
十
年
十
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ

る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準

で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
細
目
告
示
第
四
十
一

条
第
一
項
第
三
号
イ
（
粒
子
状
物
質
に
係
る
部
分
を
除

く
。
）
の
基
準
と
す
る
。

18
　
法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
第
五
号
イ
（
１
）
（
ｉ
ｉ
）

に
規
定
す
る
平
成
十
七
年
十
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ

る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準

で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
旧
細
目
告
示
第
四
十

一
条
第
一
項
第
三
号
イ
（
粒
子
状
物
質
に
係
る
部
分
を

除
く
。
）
の
基
準
又
は
適
用
関
係
告
示
第
二
十
八
条
第

百
八
項
の
基
準
と
す
る
。

19
　
法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
第
五
号
ロ
に
規
定
す
る
乗

用
車
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
要

件
に
該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
自
動
車
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

次
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ
　
平
成
三
十
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量
車
基
準
に
適
合

す
る
自
動
車
　
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
細
目
告

示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
（
１
）

の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
二
分
の
一
を

超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認

定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
平
成
十
七
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量
車
基
準
に
適
合

す
る
自
動
車
　
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
旧
細
目

告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の

（
１
）
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
四
分

の
一
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ

ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
令
和
十
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
九
十
五

以
上
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車

検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る

こ
と
。

三
　
令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
以
上
で

あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証

に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

20
　
法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
第
六
号
イ
に
規
定
す
る
乗

用
車
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
要

件
に
該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一
　
令
和
十
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
九
十
以

上
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検

査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ

と
。

二
　
令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
以
上
で

あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証

に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

21
　
法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
第
六
号
イ
（
１
）
に
規
定

す
る
平
成
三
十
年
十
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き

も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で
総
務

省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一

項
第
七
号
の
基
準
と
す
る
。

22
　
法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
第
六
号
イ
（
１
）
に
規
定

す
る
平
成
二
十
一
年
十
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ

き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で
総

務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
旧
細
目
告
示
第
四
十
一
条

第
一
項
第
七
号
イ
の
基
準
と
す
る
。

23
　
法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
第
六
号
ロ
に
規
定
す
る
乗

用
車
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
要

件
に
該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一
　
令
和
十
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
九
十
五

以
上
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車

検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る

こ
と
。

二
　
令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
以
上
で

あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証

に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

24
　
法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
第
六
号
ハ
に
規
定
す
る
車

両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
以
下
の
バ
ス
で
総
務
省
令
で

定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
（
平
成
三
十
年
軽

油
軽
中
量
車
基
準
（
同
号
イ
（
１
）
に
規
定
す
る
平
成

三
十
年
軽
油
軽
中
量
車
基
準
を
い
う
。
第
二
十
六
項
及

び
第
九
条
の
四
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
適
合
す
る
自
動

車
に
あ
つ
て
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
要
件
を
除
く
。
）

に
該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一
　
窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物
質
の
排
出
量
が
旧
細

目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
七
号
イ
の
表
の

（
２
）
又
は
（
３
）
に
掲
げ
る
自
動
車
の
種
別
に
応

じ
、
同
表
の
窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物
質
の
欄
に

掲
げ
る
値
の
十
分
の
九
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か

35



つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ

と
。

二
　
令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
五
以
上

で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査

証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ

と
。

25
　
法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
第
六
号
ニ
に
規
定
す
る
車

両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
以
下
の
バ
ス
で
総
務
省
令
で

定
め
る
も
の
は
、
令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル

が
百
十
以
上
で
あ
る
自
動
車
（
当
該
自
動
車
に
係
る
自

動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

る
自
動
車
に
限
る
。
）
と
す
る
。

26
　
法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
第
六
号
ホ
に
規
定
す
る
車

両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
を
超
え
三
・
五
ト
ン
以
下
の

ト
ラ
ッ
ク
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ

る
要
件
（
平
成
三
十
年
軽
油
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す

る
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
要
件
を
除

く
。
）
に
該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一
　
窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物
質
の
排
出
量
が
旧
細

目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
七
号
イ
の
表
の

（
３
）
の
窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物
質
の
欄
に
掲

げ
る
値
の
十
分
の
九
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か

つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ

と
。

二
　
令
和
四
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
以
上
で

あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証

に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

27
　
法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
第
六
号
ヘ
に
規
定
す
る
車

両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
を
超
え
三
・
五
ト
ン
以
下
の

ト
ラ
ッ
ク
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
令
和
四
年

度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
五
以
上
で
あ
る
自
動
車

（
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の

旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
自
動
車
に
限
る
。
）
と
す

る
。

28
　
法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
第
六
号
ト
に
規
定
す
る
車

両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
を
超
え
る
バ
ス
又
は
ト
ラ
ッ

ク
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件

（
平
成
二
十
八
年
軽
油
重
量
車
基
準
（
同
号
ト
（
１
）

（
ｉ
）
に
規
定
す
る
平
成
二
十
八
年
軽
油
重
量
車
基
準

を
い
う
。
第
九
条
の
四
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
適
合
す

る
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
要
件
を
除

く
。
）
に
該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一
　
窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物
質
の
排
出
量
が
適
用

関
係
告
示
第
二
十
八
条
第
百
六
十
四
項
第
一
号
に
定

め
る
窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物
質
の
値
の
十
分
の

九
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車

認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
燃
費
評
価
実
施
要
領
第
四
条
の
四
に
規
定
す
る
令

和
七
年
度
燃
費
基
準
達
成
・
向
上
達
成
レ
ベ
ル
（
第

九
条
の
四
に
お
い
て
「
令
和
七
年
度
燃
費
基
準
達
成

レ
ベ
ル
」
と
い
う
。
）
が
百
五
以
上
で
あ
る
こ
と
及

び
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ

の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

29
　
法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
第
六
号
ト
（
１
）
（
ｉ
）

に
規
定
す
る
平
成
二
十
八
年
十
月
一
日
（
車
両
総
重
量

が
三
・
五
ト
ン
を
超
え
七
・
五
ト
ン
以
下
の
も
の
に
あ

つ
て
は
、
平
成
三
十
年
十
月
一
日
）
以
降
に
適
用
さ
れ

る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準

で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
細
目
告
示
第
四
十
一

条
第
一
項
第
五
号
の
基
準
と
す
る
。

30
　
法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
第
六
号
ト
（
１
）
（
ｉ
ｉ
）

に
規
定
す
る
平
成
二
十
一
年
十
月
一
日
（
車
両
総
重
量

が
十
二
ト
ン
以
下
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
平
成
二
十
二

年
十
月
一
日
）
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て

定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で
総
務
省
令
で
定
め

る
も
の
は
、
適
用
関
係
告
示
第
二
十
八
条
第
百
六
十
四

項
第
一
号
の
基
準
と
す
る
。

31
　
法
第
百
四
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
令
和
十
二
年

度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
を
算
定
す
る
方
法
と
し

て
総
務
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
自
動
車
の
エ
ネ
ル
ギ

ー
消
費
効
率
の
算
定
等
に
関
す
る
省
令
に
規
定
す
る
国

土
交
通
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
方
法
（
平
成
十
八
年
国

土
交
通
省
告
示
第
三
百
五
十
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
算
定
告
示
」
と
い
う
。
）

第
一
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

32
　
法
第
百
四
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
令
和
四
年
度

基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
及
び
令
和
二
年
度
基
準
エ

ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
を
算
定
す
る
方
法
と
し
て
総
務
省

令
で
定
め
る
方
法
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
算
定
告

示
第
一
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

33
　
法
第
百
四
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
基
準
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
効
率
で
あ
つ
て
平
成
二
十
二
年
度
以
降
の
各

年
度
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら

れ
た
も
の
を
算
定
す
る
方
法
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め

る
方
法
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
算
定
告
示
第
一
条

第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

34
　
法
第
百
四
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条

第
一
項
（
第
四
号
イ
、
ロ
及
び
ホ
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
八
項
、

第
十
一
項
及
び
第
十
四
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に

掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字

句
と
す
る
。

第八項第二号

第
四
条
の
五
に
規

定
す
る
令
和
十
二

年
度
燃
費
基
準
達

成
・
向
上
達
成
レ

ベ
ル
（
以
下
こ
の

条
及
び
第
九
条
の

四
に
お
い
て
「
令

和
十
二
年
度
燃
費

基
準
達
成
レ
ベ

ル
」
と
い
う
。
）

が
九
十
以
上
で
あ

る
こ
と
及
び

第
三
条
に
規
定
す
る
十
・
十
五
モ

ー
ド
燃
費
値
（
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
十
・
十
五
モ
ー
ド
燃
費

値
」
と
い
う
。
）
が
同
告
示
第
三

条
第
一
号
に
規
定
す
る
平
成
二
十

二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効

率
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
平

成
二
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
効
率
」
と
い
う
。
）
に
百
分

の
百
九
十
四
を
乗
じ
て
得
た
数
値

以
上
で
あ
る
こ
と
並
び
に

そ
の
旨

そ
の
旨
並
び
に
自
動
車
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
効
率
の
算
定
等
に
関
す

る
省
令
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大

臣
が
告
示
で
定
め
る
方
法
（
平
成

十
八
年
国
土
交
通
省
告
示
第
三
百

五
十
号
）
第
一
条
第
一
項
第
二
号

及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
方
法
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
Ｊ
Ｃ
〇
八

モ
ー
ド
法
及
び
Ｗ
Ｌ
Ｔ
Ｃ
モ
ー
ド

法
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
当
該
自

動
車
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が

算
定
さ
れ
て
い
な
い
旨

第八項第三号

第
四
条
の
二
に
規

定
す
る
令
和
二
年

度
燃
費
基
準
達

成
・
向
上
達
成
レ

ベ
ル
（
以
下
こ
の

条
及
び
第
九
条
の

四
に
お
い
て
「
令

和
二
年
度
燃
費
基

準
達
成
レ
ベ
ル
」

と
い
う
。
）
が
百

以
上
で
あ
る
こ
と

及
び

十
・
十
五
モ
ー
ド
燃
費
値
が
平
成

二
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費
効
率
に
百
分
の
百
五
十
を
乗
じ

て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
並

び
に

そ
の
旨

そ
の
旨
並
び
に
Ｊ
Ｃ
〇
八
モ
ー
ド

法
及
び
Ｗ
Ｌ
Ｔ
Ｃ
モ
ー
ド
法
に
よ

り
当
該
自
動
車
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費
効
率
が
算
定
さ
れ
て
い
な
い
旨

第十一項第

令
和
十
二
年
度
燃

費
基
準
達
成
レ
ベ

ル
が
九
十
五
以
上

で
あ
る
こ
と
及
び

十
・
十
五
モ
ー
ド
燃
費
値
が
平
成

二
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費
効
率
に
百
分
の
二
百
五
を
乗
じ

て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
並

び
に

二号

そ
の
旨

そ
の
旨
並
び
に
Ｊ
Ｃ
〇
八
モ
ー
ド

法
及
び
Ｗ
Ｌ
Ｔ
Ｃ
モ
ー
ド
法
に
よ

り
当
該
自
動
車
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費
効
率
が
算
定
さ
れ
て
い
な
い
旨

第十一項第三号

令
和
二
年
度
燃
費

基
準
達
成
レ
ベ
ル

が
百
以
上
で
あ
る

こ
と
及
び

十
・
十
五
モ
ー
ド
燃
費
値
が
平
成

二
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費
効
率
に
百
分
の
百
五
十
を
乗
じ

て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
並

び
に

そ
の
旨

そ
の
旨
並
び
に
Ｊ
Ｃ
〇
八
モ
ー
ド

法
及
び
Ｗ
Ｌ
Ｔ
Ｃ
モ
ー
ド
法
に
よ

り
当
該
自
動
車
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費
効
率
が
算
定
さ
れ
て
い
な
い
旨

第十四項第二号

燃
費
評
価
実
施
要

領
第
四
条
の
三
に

規
定
す
る
令
和
四

年
度
燃
費
基
準
達

成
・
向
上
達
成
レ

ベ
ル
（
以
下
こ
の

条
及
び
第
九
条
の

四
に
お
い
て
「
令

和
四
年
度
燃
費
基

準
達
成
レ
ベ
ル
」

と
い
う
。
）
が
百

（
車
両
総
重
量
が

二
・
五
ト
ン
以
下

の
ト
ラ
ッ
ク
に
あ

つ
て
は
、
令
和
四

年
度
燃
費
基
準
達

成
レ
ベ
ル
が
百

五
）
以
上
で
あ
る

こ
と
及
び

十
・
十
五
モ
ー
ド
燃
費
値
が
平
成

二
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費
効
率
に
百
分
の
百
六
十
三
を
乗

じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と

並
び
に

そ
の
旨

そ
の
旨
並
び
に
Ｊ
Ｃ
〇
八
モ
ー
ド

法
及
び
Ｗ
Ｌ
Ｔ
Ｃ
モ
ー
ド
法
に
よ

り
当
該
自
動
車
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費
効
率
が
算
定
さ
れ
て
い
な
い
旨

35
　
法
第
百
四
十
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
令
和
十
二
年

度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
を
算
定
す
る
方
法
と
し

て
総
務
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効

率
算
定
告
示
第
一
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
方
法
と

す
る
。
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36
　
法
第
百
四
十
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
令
和
二
年
度

基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
及
び
平
成
二
十
七
年
度
基

準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
を
算
定
す
る
方
法
と
し
て
総

務
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
算

定
告
示
第
一
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法
と
す

る
。

37
　
法
第
百
四
十
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条

第
一
項
（
第
四
号
イ
及
び
ロ
、
第
五
号
並
び
に
第
六
号

イ
及
び
ロ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
適
用
が

あ
る
場
合
に
お
け
る
第
八
項
、
第
十
一
項
、
第
十
六

項
、
第
十
九
項
、
第
二
十
項
及
び
第
二
十
三
項
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定

中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

第八項第二号

第
四
条
の
五
に

規
定
す
る
令
和

十
二
年
度
燃
費

基
準
達
成
・
向

上
達
成
レ
ベ
ル

（
以
下
こ
の
条
及

び
第
九
条
の
四

に
お
い
て
「
令

和
十
二
年
度
燃

費
基
準
達
成
レ

ベ
ル
」
と
い
う

。
）
が
九
十
以
上

で
あ
る
こ
と
及

び

第
四
条
の
二
に
規
定
す
る
令
和
二

年
度
燃
費
基
準
達
成
・
向
上
達
成

レ
ベ
ル
が
百
三
十
以
上
で
あ
る
こ

と
並
び
に

そ
の
旨

そ
の
旨
及
び
自
動
車
の
エ
ネ
ル
ギ

ー
消
費
効
率
の
算
定
等
に
関
す
る

省
令
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣

が
告
示
で
定
め
る
方
法
（
平
成
十

八
年
国
土
交
通
省
告
示
第
三
百
五

十
号
）
第
一
条
第
一
項
第
三
号
に

掲
げ
る
方
法
（
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
Ｗ
Ｌ
Ｔ
Ｃ
モ
ー
ド
法
」
と

い
う
。
）
に
よ
り
当
該
自
動
車
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
算
定
さ

れ
て
い
な
い
旨

第十一項第二号

令
和
十
二
年
度

燃
費
基
準
達
成

レ
ベ
ル
が
九
十

五
以
上
で
あ
る

こ
と
及
び

令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ

ル
が
百
三
十
八
以
上
で
あ
る
こ
と

並
び
に

そ
の
旨

そ
の
旨
及
び
Ｗ
Ｌ
Ｔ
Ｃ
モ
ー
ド
法

に
よ
り
当
該
自
動
車
の
エ
ネ
ル
ギ

ー
消
費
効
率
が
算
定
さ
れ
て
い
な

い
旨

第十六項第二号

令
和
十
二
年
度

燃
費
基
準
達
成

レ
ベ
ル
が
九
十

以
上
で
あ
る
こ

と
及
び

令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ

ル
が
百
三
十
以
上
で
あ
る
こ
と
並

び
に

そ
の
旨

そ
の
旨
及
び
Ｗ
Ｌ
Ｔ
Ｃ
モ
ー
ド
法

に
よ
り
当
該
自
動
車
の
エ
ネ
ル
ギ

ー
消
費
効
率
が
算
定
さ
れ
て
い
な

い
旨

第十九項第二号

令
和
十
二
年
度

燃
費
基
準
達
成

レ
ベ
ル
が
九
十

五
以
上
で
あ
る

こ
と
及
び

令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ

ル
が
百
三
十
八
以
上
で
あ
る
こ
と

並
び
に

そ
の
旨

そ
の
旨
及
び
Ｗ
Ｌ
Ｔ
Ｃ
モ
ー
ド
法

に
よ
り
当
該
自
動
車
の
エ
ネ
ル
ギ

ー
消
費
効
率
が
算
定
さ
れ
て
い
な

い
旨

第二十項第一号

令
和
十
二
年
度

燃
費
基
準
達
成

レ
ベ
ル
が
九
十

以
上
で
あ
る
こ

と
及
び

令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ

ル
が
百
三
十
以
上
で
あ
る
こ
と
並

び
に

そ
の
旨

そ
の
旨
及
び
Ｗ
Ｌ
Ｔ
Ｃ
モ
ー
ド
法

に
よ
り
当
該
自
動
車
の
エ
ネ
ル
ギ

ー
消
費
効
率
が
算
定
さ
れ
て
い
な

い
旨

第二十三項第一号

令
和
十
二
年
度

燃
費
基
準
達
成

レ
ベ
ル
が
九
十

五
以
上
で
あ
る

こ
と
及
び

令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ

ル
が
百
三
十
八
以
上
で
あ
る
こ
と

並
び
に

そ
の
旨

そ
の
旨
及
び
Ｗ
Ｌ
Ｔ
Ｃ
モ
ー
ド
法

に
よ
り
当
該
自
動
車
の
エ
ネ
ル
ギ

ー
消
費
効
率
が
算
定
さ
れ
て
い
な

い
旨

38
　
法
第
百
四
十
九
条
第
四
項
に
規
定
す
る
令
和
七
年
度

基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
を
算
定
す
る
方
法
と
し
て

総
務
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率

算
定
告
示
第
二
条
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

39
　
法
第
百
四
十
九
条
第
四
項
に
規
定
す
る
平
成
二
十
七

年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
を
算
定
す
る
方
法
と

し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

効
率
算
定
告
示
第
二
条
第
一
号
に
掲
げ
る
方
法
と
す

る
。

40
　
法
第
百
四
十
九
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条

第
一
項
（
第
六
号
ト
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定

の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
二
十
八
項
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
二
号
中
「
第
四
条
の
四
に

規
定
す
る
令
和
七
年
度
燃
費
基
準
達
成
・
向
上
達
成
レ

ベ
ル
（
第
九
条
の
四
に
お
い
て
「
令
和
七
年
度
燃
費
基

準
達
成
レ
ベ
ル
」
と
い
う
。
）
が
百
五
以
上
で
あ
る
こ

と
及
び
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
条
に
規
定
す
る
平
成
二

十
七
年
度
燃
費
基
準
達
成
・
向
上
達
成
レ
ベ
ル
が
百
十

五
以
上
で
あ
る
こ
と
並
び
に
」
と
、
「
そ
の
旨
」
と
あ

る
の
は
「
そ
の
旨
及
び
自
動
車
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効

率
の
算
定
等
に
関
す
る
省
令
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大

臣
が
告
示
で
定
め
る
方
法
第
二
条
第
一
号
に
掲
げ
る
方

法
に
よ
り
当
該
自
動
車
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
算

定
さ
れ
て
い
な
い
旨
」
と
す
る
。

41
　
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
（
法
附
則
第
十
二
条
の
二

の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等

を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
九
条
の
四
第
三
十
一
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
申
請
を
し
た
者
が
偽
り
そ
の
他

不
正
の
手
段
（
当
該
申
請
を
し
た
者
に
当
該
申
請
に
必

要
な
情
報
を
直
接
又
は
間
接
に
提
供
し
た
者
の
偽
り
そ

の
他
不
正
の
手
段
を
含
む
。
同
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
を
受
け
た
こ
と
を
事

由
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
当
該
国
土
交
通
大
臣
の
認

定
等
を
取
り
消
し
た
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
取
消
し
後

に
そ
の
対
象
と
な
つ
た
自
動
車
が
新
た
に
受
け
た
国
土

交
通
大
臣
の
認
定
等
が
自
動
車
登
録
フ
ァ
イ
ル
（
道
路

運
送
車
両
法
第
四
条
に
規
定
す
る
自
動
車
登
録
フ
ァ
イ

ル
を
い
う
。
同
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
記
録
さ
れ
て

か
ら
、
当
該
新
た
に
受
け
た
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等

が
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
明
ら

か
に
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
、
当
該
自
動
車
に

対
す
る
第
八
項
、
第
十
一
項
か
ら
第
十
六
項
ま
で
、
第

十
九
項
、
第
二
十
項
及
び
第
二
十
三
項
か
ら
第
二
十
八

項
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
三
十
四
項
、
第
三
十
七

項
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら

の
規
定
中
「
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
」
と

あ
る
の
は
「
道
路
運
送
車
両
法
第
四
条
に
規
定
す
る
自

動
車
登
録
フ
ァ
イ
ル
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
法
第
百
五
十
六
条
の
自
動
車
の
取
得
の
た
め
に
通
常

要
す
る
価
額
）

第
九
条
の
三
　
法
第
百
五
十
六
条
に
規
定
す
る
自
動
車
の

取
得
の
た
め
に
通
常
要
す
る
価
額
と
し
て
総
務
省
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
金
額
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
自
動
車
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め

る
金
額
と
す
る
。

一
　
初
め
て
道
路
運
送
車
両
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定

す
る
新
規
登
録
を
受
け
る
べ
き
自
動
車
　
当
該
自
動

車
を
通
常
の
取
引
の
条
件
に
従
つ
て
自
動
車
等
の
販

売
業
者
か
ら
取
得
す
る
と
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該

自
動
車
の
販
売
価
額
に
相
当
す
る
金
額

二
　
前
号
に
掲
げ
る
自
動
車
以
外
の
自
動
車
　
当
該
自

動
車
が
初
め
て
前
号
に
規
定
す
る
新
規
登
録
（
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
「
初
回
新
規
登
録
」
と
い
う
。
）

を
受
け
た
と
き
に
お
け
る
前
号
に
定
め
る
金
額
に
、

初
回
新
規
登
録
を
受
け
た
日
の
属
す
る
年
の
一
月
一

日
か
ら
起
算
し
た
期
間
に
応
じ
て
総
務
大
臣
が
定
め

る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額

（
法
第
百
五
十
七
条
第
一
項
第
一
号
イ
の
乗
用
車
等
）

第
九
条
の
四
　
法
第
百
五
十
七
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
規

定
す
る
乗
用
車
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に

掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
自
動
車
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

次
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ
　
平
成
三
十
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合

す
る
自
動
車
　
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
細
目
告

示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
（
１
）

の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
二
分
の
一
を

超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認

定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合

す
る
自
動
車
　
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
旧
細
目

告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の

（
１
）
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
四
分

の
一
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ

ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
令
和
十
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
八
十
以

上
九
十
未
満
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動
車
に
係
る

自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
る
こ
と
。
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三
　
令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
以
上
で

あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証

に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

２
　
法
第
百
五
十
七
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
乗

用
車
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
要

件
に
該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
自
動
車
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

次
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ
　
平
成
三
十
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合

す
る
自
動
車
　
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
細
目
告

示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
（
１
）

の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
二
分
の
一
を

超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認

定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合

す
る
自
動
車
　
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
旧
細
目

告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の

（
１
）
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
四
分

の
一
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ

ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
令
和
十
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
八
十
五

以
上
九
十
五
未
満
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動
車
に

係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
る
こ
と
。

三
　
令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
以
上
で

あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証

に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

３
　
法
第
百
五
十
七
条
第
一
項
第
一
号
ハ
に
規
定
す
る
車

両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
以
下
の
バ
ス
で
総
務
省
令
で

定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
自
動

車
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
自
動
車
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

次
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ
　
平
成
三
十
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合

す
る
自
動
車
　
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
細
目
告

示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
（
２
）

又
は
（
３
）
に
掲
げ
る
自
動
車
の
種
別
に
応
じ
、

同
表
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
二
分
の

一
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス

車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合

す
る
自
動
車
　
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
旧
細
目

告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の

（
２
）
又
は
（
３
）
に
掲
げ
る
自
動
車
の
種
別
に

応
じ
、
同
表
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の

四
分
の
一
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排

出
ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
以
上
百

五
未
満
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動

車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

る
こ
と
。

４
　
法
第
百
五
十
七
条
第
一
項
第
一
号
ニ
に
規
定
す
る
車

両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
以
下
の
バ
ス
で
総
務
省
令
で

定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
自
動

車
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
自
動
車
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

次
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ
　
平
成
三
十
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合

す
る
自
動
車
　
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
細
目
告

示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
（
２
）

又
は
（
３
）
に
掲
げ
る
自
動
車
の
種
別
に
応
じ
、

同
表
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
四
分
の

三
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス

車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合

す
る
自
動
車
　
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
旧
細
目

告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の

（
２
）
又
は
（
３
）
に
掲
げ
る
自
動
車
の
種
別
に

応
じ
、
同
表
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の

二
分
の
一
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排

出
ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
五
以
上

百
十
未
満
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動
車
に
係
る
自

動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
る
こ
と
。

５
　
法
第
百
五
十
七
条
第
一
項
第
一
号
ホ
に
規
定
す
る
車

両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
以
下
の
ト
ラ
ッ
ク
で
総
務
省

令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る

自
動
車
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
自
動
車
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

次
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ
　
平
成
三
十
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合

す
る
自
動
車
　
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
細
目
告

示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
（
２
）

又
は
（
３
）
に
掲
げ
る
自
動
車
の
種
別
に
応
じ
、

同
表
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
二
分
の

一
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス

車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合

す
る
自
動
車
　
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
旧
細
目

告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の

（
２
）
又
は
（
３
）
に
掲
げ
る
自
動
車
の
種
別
に

応
じ
、
同
表
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の

四
分
の
一
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排

出
ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
令
和
四
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
九
十
五
以

上
百
未
満
（
車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
以
下
の
ト

ラ
ッ
ク
に
あ
つ
て
は
、
令
和
四
年
度
燃
費
基
準
達
成

レ
ベ
ル
が
百
以
上
百
五
未
満
）
で
あ
る
こ
と
及
び
当

該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨

が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

６
　
法
第
百
五
十
七
条
第
一
項
第
一
号
ヘ
に
規
定
す
る
車

両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
を
超
え
三
・
五
ト
ン
以
下
の

ト
ラ
ッ
ク
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ

る
要
件
に
該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
自
動
車
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

次
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ
　
平
成
三
十
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合

す
る
自
動
車
　
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
細
目
告

示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
（
３
）

の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
四
分
の
三
を

超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認

定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合

す
る
自
動
車
　
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
旧
細
目

告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の

（
３
）
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
二
分

の
一
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ

ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
令
和
四
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
以
上
百

五
未
満
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動

車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

る
こ
と
。

７
　
法
第
百
五
十
七
条
第
一
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
乗

用
車
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
要

件
に
該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
自
動
車
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

次
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ
　
平
成
三
十
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量
車
基
準
に
適
合

す
る
自
動
車
　
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
細
目
告

示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
（
１
）

の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
二
分
の
一
を

超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認

定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
平
成
十
七
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量
車
基
準
に
適
合

す
る
自
動
車
　
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
旧
細
目

告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の

（
１
）
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
四
分

の
一
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ

ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
令
和
十
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
八
十
以

上
九
十
未
満
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動
車
に
係
る

自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
る
こ
と
。

三
　
令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
以
上
で

あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証

に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

８
　
法
第
百
五
十
七
条
第
一
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
乗

用
車
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
要

件
に
該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
自
動
車
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

次
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ
　
平
成
三
十
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量
車
基
準
に
適
合

す
る
自
動
車
　
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
細
目
告

示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
（
１
）

の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
二
分
の
一
を

超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認

定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
平
成
十
七
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量
車
基
準
に
適
合

す
る
自
動
車
　
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
旧
細
目

告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の

（
１
）
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
四
分

の
一
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ

ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
令
和
十
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
八
十
五

以
上
九
十
五
未
満
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動
車
に

係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
る
こ
と
。

三
　
令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
以
上
で

あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証

に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

９
　
法
第
百
五
十
七
条
第
一
項
第
三
号
イ
に
規
定
す
る
乗

用
車
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
要

件
に
該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一
　
令
和
十
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
八
十
以

上
九
十
未
満
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動
車
に
係
る

自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
る
こ
と
。

二
　
令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
以
上
で

あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証

に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

10
　
法
第
百
五
十
七
条
第
一
項
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
乗

用
車
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
要

件
に
該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一
　
令
和
十
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
八
十
五

以
上
九
十
五
未
満
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動
車
に

係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
る
こ
と
。
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二
　
令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
以
上
で

あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証

に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

11
　
法
第
百
五
十
七
条
第
一
項
第
三
号
ハ
に
規
定
す
る
車

両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
以
下
の
バ
ス
で
総
務
省
令
で

定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
（
平
成
三
十
年
軽

油
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、

第
一
号
に
掲
げ
る
要
件
を
除
く
。
）
に
該
当
す
る
自
動

車
と
す
る
。

一
　
窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物
質
の
排
出
量
が
旧
細

目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
七
号
イ
の
表
の

（
２
）
又
は
（
３
）
に
掲
げ
る
自
動
車
の
種
別
に
応

じ
、
同
表
の
窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物
質
の
欄
に

掲
げ
る
値
の
十
分
の
九
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か

つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ

と
。

二
　
令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
以
上
百

五
未
満
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動

車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

る
こ
と
。

12
　
法
第
百
五
十
七
条
第
一
項
第
三
号
ニ
に
規
定
す
る
車

両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
以
下
の
バ
ス
で
総
務
省
令
で

定
め
る
も
の
は
、
令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル

が
百
五
以
上
百
十
未
満
で
あ
る
自
動
車
（
当
該
自
動
車

に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
る
自
動
車
に
限
る
。
）
と
す
る
。

13
　
法
第
百
五
十
七
条
第
一
項
第
三
号
ホ
に
規
定
す
る
車

両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
を
超
え
三
・
五
ト
ン
以
下
の

ト
ラ
ッ
ク
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ

る
要
件
（
平
成
三
十
年
軽
油
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す

る
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
要
件
を
除

く
。
）
に
該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一
　
窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物
質
の
排
出
量
が
旧
細

目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
七
号
イ
の
表
の

（
３
）
の
窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物
質
の
欄
に
掲

げ
る
値
の
十
分
の
九
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か

つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ

と
。

二
　
令
和
四
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
九
十
五
以

上
百
未
満
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動
車
に
係
る
自

動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
る
こ
と
。

14
　
法
第
百
五
十
七
条
第
一
項
第
三
号
ヘ
に
規
定
す
る
車

両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
を
超
え
三
・
五
ト
ン
以
下
の

ト
ラ
ッ
ク
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
令
和
四
年

度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
以
上
百
五
未
満
で
あ
る

自
動
車
（
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い

て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
自
動
車
に
限
る
。
）

と
す
る
。

15
　
法
第
百
五
十
七
条
第
一
項
第
三
号
ト
に
規
定
す
る
車

両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
を
超
え
る
バ
ス
又
は
ト
ラ
ッ

ク
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件

（
平
成
二
十
八
年
軽
油
重
量
車
基
準
に
適
合
す
る
自
動

車
に
あ
つ
て
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
要
件
を
除
く
。
）

に
該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一
　
窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物
質
の
排
出
量
が
適
用

関
係
告
示
第
二
十
八
条
第
百
六
十
四
項
第
一
号
に
定

め
る
窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物
質
の
値
の
十
分
の

九
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車

認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
令
和
七
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
以
上
百

五
未
満
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動

車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

る
こ
と
。

16
　
法
第
百
五
十
七
条
第
二
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
乗

用
車
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
要

件
に
該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
自
動
車
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

次
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ
　
平
成
三
十
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合

す
る
自
動
車
　
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
細
目
告

示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
（
１
）

の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
二
分
の
一
を

超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認

定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合

す
る
自
動
車
　
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
旧
細
目

告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の

（
１
）
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
四
分

の
一
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ

ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
令
和
十
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
七
十
以

上
八
十
未
満
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動
車
に
係
る

自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
る
こ
と
。

三
　
令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
以
上
で

あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証

に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

17
　
法
第
百
五
十
七
条
第
二
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
乗

用
車
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
要

件
に
該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
自
動
車
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

次
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ
　
平
成
三
十
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合

す
る
自
動
車
　
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
細
目
告

示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
（
１
）

の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
二
分
の
一
を

超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認

定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合

す
る
自
動
車
　
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
旧
細
目

告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の

（
１
）
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
四
分

の
一
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ

ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
令
和
十
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
七
十
五

以
上
八
十
五
未
満
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動
車
に

係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
る
こ
と
。

三
　
令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
以
上
で

あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証

に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

18
　
法
第
百
五
十
七
条
第
二
項
第
一
号
ハ
に
規
定
す
る
車

両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
以
下
の
バ
ス
で
総
務
省
令
で

定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
自
動

車
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
自
動
車
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

次
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ
　
平
成
三
十
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合

す
る
自
動
車
　
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
細
目
告

示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
（
２
）

又
は
（
３
）
に
掲
げ
る
自
動
車
の
種
別
に
応
じ
、

同
表
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
四
分
の

三
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス

車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合

す
る
自
動
車
　
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
旧
細
目

告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の

（
２
）
又
は
（
３
）
に
掲
げ
る
自
動
車
の
種
別
に

応
じ
、
同
表
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の

二
分
の
一
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排

出
ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
以
上
百

五
未
満
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動

車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

る
こ
と
。

19
　
法
第
百
五
十
七
条
第
二
項
第
一
号
ニ
に
規
定
す
る
車

両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
以
下
の
ト
ラ
ッ
ク
で
総
務
省

令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る

自
動
車
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
自
動
車
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

次
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ
　
平
成
三
十
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合

す
る
自
動
車
　
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
細
目
告

示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
（
２
）

又
は
（
３
）
に
掲
げ
る
自
動
車
の
種
別
に
応
じ
、

同
表
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
二
分
の

一
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス

車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合

す
る
自
動
車
　
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
旧
細
目

告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の

（
２
）
又
は
（
３
）
に
掲
げ
る
自
動
車
の
種
別
に

応
じ
、
同
表
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の

四
分
の
一
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排

出
ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
令
和
四
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
九
十
五
以

上
百
未
満
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動
車
に
係
る
自

動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
る
こ
と
。

20
　
法
第
百
五
十
七
条
第
二
項
第
一
号
ホ
に
規
定
す
る
車

両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
を
超
え
三
・
五
ト
ン
以
下
の

ト
ラ
ッ
ク
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ

る
要
件
に
該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
自
動
車
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

次
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ
　
平
成
三
十
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合

す
る
自
動
車
　
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
細
目
告

示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
（
３
）

の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
四
分
の
三
を

超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認

定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合

す
る
自
動
車
　
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
旧
細
目

告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の

（
３
）
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
二
分

の
一
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ

ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
令
和
四
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
九
十
五
以

上
百
未
満
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動
車
に
係
る
自

動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
る
こ
と
。

21
　
法
第
百
五
十
七
条
第
二
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
乗

用
車
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
要

件
に
該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
自
動
車
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

次
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ
　
平
成
三
十
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量
車
基
準
に
適
合

す
る
自
動
車
　
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
細
目
告

39



示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
（
１
）

の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
二
分
の
一
を

超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認

定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
平
成
十
七
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量
車
基
準
に
適
合

す
る
自
動
車
　
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
旧
細
目

告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の

（
１
）
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
四
分

の
一
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ

ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
令
和
十
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
七
十
以

上
八
十
未
満
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動
車
に
係
る

自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
る
こ
と
。

三
　
令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
以
上
で

あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証

に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

22
　
法
第
百
五
十
七
条
第
二
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
乗

用
車
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
要

件
に
該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
自
動
車
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

次
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ
　
平
成
三
十
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量
車
基
準
に
適
合

す
る
自
動
車
　
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
細
目
告

示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
（
１
）

の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
二
分
の
一
を

超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認

定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
平
成
十
七
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量
車
基
準
に
適
合

す
る
自
動
車
　
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
旧
細
目

告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の

（
１
）
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
四
分

の
一
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ

ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
令
和
十
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
七
十
五

以
上
八
十
五
未
満
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動
車
に

係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
る
こ
と
。

三
　
令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
以
上
で

あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証

に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

23
　
法
第
百
五
十
七
条
第
二
項
第
三
号
イ
に
規
定
す
る
乗

用
車
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
要

件
に
該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一
　
令
和
十
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
七
十
以

上
八
十
未
満
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動
車
に
係
る

自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
る
こ
と
。

二
　
令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
以
上
で

あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証

に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

24
　
法
第
百
五
十
七
条
第
二
項
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
乗

用
車
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
要

件
に
該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一
　
令
和
十
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
七
十
五

以
上
八
十
五
未
満
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動
車
に

係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二
　
令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
以
上
で

あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証

に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

25
　
法
第
百
五
十
七
条
第
二
項
第
三
号
ハ
に
規
定
す
る
車

両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
以
下
の
バ
ス
で
総
務
省
令
で

定
め
る
も
の
は
、
令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル

が
百
以
上
百
五
未
満
で
あ
る
自
動
車
（
当
該
自
動
車
に

係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
る
自
動
車
に
限
る
。
）
と
す
る
。

26
　
法
第
百
五
十
七
条
第
二
項
第
三
号
ニ
に
規
定
す
る
車

両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
を
超
え
三
・
五
ト
ン
以
下
の

ト
ラ
ッ
ク
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
令
和
四
年

度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
九
十
五
以
上
百
未
満
で
あ

る
自
動
車
（
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お

い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
自
動
車
に
限

る
。
）
と
す
る
。

27
　
法
第
百
五
十
七
条
第
二
項
第
三
号
ホ
に
規
定
す
る
車

両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
を
超
え
る
バ
ス
又
は
ト
ラ
ッ

ク
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件

（
平
成
二
十
八
年
軽
油
重
量
車
基
準
に
適
合
す
る
自
動

車
に
あ
つ
て
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
要
件
を
除
く
。
）

に
該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一
　
窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物
質
の
排
出
量
が
適
用

関
係
告
示
第
二
十
八
条
第
百
六
十
四
項
第
一
号
に
定

め
る
窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物
質
の
値
の
十
分
の

九
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車

認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
令
和
七
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
九
十
五
以

上
百
未
満
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動
車
に
係
る
自

動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
る
こ
と
。

28
　
法
第
百
五
十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条

第
一
項
（
第
一
号
イ
、
ロ
及
び
ホ
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
又
は
第
二
項
（
第
一
号
イ
、
ロ
及
び
ニ
に
係
る

部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け

る
第
一
項
、
第
二
項
、
第
五
項
、
第
十
六
項
、
第
十
七

項
及
び
第
十
九
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の

表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字

句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す

る
。

第一項第二号

令
和
十
二
年

度
燃
費
基
準

達
成
レ
ベ
ル

が
八
十
以
上

九
十
未
満
で

あ
る
こ
と
及

び

自
動
車
の
燃
費
性
能
の
評
価
及
び
公

表
に
関
す
る
実
施
要
領
第
三
条
に
規

定
す
る
十
・
十
五
モ
ー
ド
燃
費
値

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
十
・
十
五

モ
ー
ド
燃
費
値
」
と
い
う
。
）
が
同
告

示
第
三
条
第
一
号
に
規
定
す
る
平
成

二
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

効
率
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
平

成
二
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費
効
率
」
と
い
う
。
）
に
百
分
の
百
七

十
三
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ

る
こ
と
並
び
に

そ
の
旨

そ
の
旨
並
び
に
自
動
車
の
エ
ネ
ル
ギ

ー
消
費
効
率
の
算
定
等
に
関
す
る
省

令
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
が
告

示
で
定
め
る
方
法
第
一
条
第
一
項
第

二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
方
法

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
Ｊ
Ｃ
〇
八

モ
ー
ド
法
及
び
Ｗ
Ｌ
Ｔ
Ｃ
モ
ー
ド
法
」

と
い
う
。
）
に
よ
り
当
該
自
動
車
の
エ

ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
算
定
さ
れ
て

い
な
い
旨

第一項第三号

令
和
二
年
度

燃
費
基
準
達

成
レ
ベ
ル
が

百
以
上
で
あ

る
こ
と
及
び

十
・
十
五
モ
ー
ド
燃
費
値
が
平
成
二

十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効

率
に
百
分
の
百
五
十
を
乗
じ
て
得
た

数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
並
び
に

そ
の
旨

そ
の
旨
並
び
に
Ｊ
Ｃ
〇
八
モ
ー
ド
法

及
び
Ｗ
Ｌ
Ｔ
Ｃ
モ
ー
ド
法
に
よ
り
当

該
自
動
車
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率

が
算
定
さ
れ
て
い
な
い
旨

第二項第二号

令
和
十
二
年

度
燃
費
基
準

達
成
レ
ベ
ル

が
八
十
五
以

上
九
十
五
未

満
で
あ
る
こ

と
及
び

十
・
十
五
モ
ー
ド
燃
費
値
が
平
成
二

十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効

率
に
百
分
の
百
八
十
四
を
乗
じ
て
得

た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
並
び
に

そ
の
旨

そ
の
旨
並
び
に
Ｊ
Ｃ
〇
八
モ
ー
ド
法

及
び
Ｗ
Ｌ
Ｔ
Ｃ
モ
ー
ド
法
に
よ
り
当

該
自
動
車
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率

が
算
定
さ
れ
て
い
な
い
旨

第二項第三号

令
和
二
年
度

燃
費
基
準
達

成
レ
ベ
ル
が

百
以
上
で
あ

る
こ
と
及
び

十
・
十
五
モ
ー
ド
燃
費
値
が
平
成
二

十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効

率
に
百
分
の
百
五
十
を
乗
じ
て
得
た

数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
並
び
に

そ
の
旨

そ
の
旨
並
び
に
Ｊ
Ｃ
〇
八
モ
ー
ド
法

及
び
Ｗ
Ｌ
Ｔ
Ｃ
モ
ー
ド
法
に
よ
り
当

該
自
動
車
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率

が
算
定
さ
れ
て
い
な
い
旨

第五項第二号

令
和
四
年
度

燃
費
基
準
達

成
レ
ベ
ル
が

九
十
五
以
上

百
未
満
（
車

両
総
重
量
が

二
・
五
ト
ン

以
下
の
ト
ラ

ッ
ク
に
あ
つ

て
は
、
令
和

四
年
度
燃
費

基
準
達
成
レ

ベ
ル
が
百
以

上
百
五
未
満
）

で
あ
る
こ
と

及
び

十
・
十
五
モ
ー
ド
燃
費
値
が
平
成
二

十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効

率
に
百
分
の
百
五
十
五
を
乗
じ
て
得

た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
並
び
に

そ
の
旨

そ
の
旨
並
び
に
Ｊ
Ｃ
〇
八
モ
ー
ド
法

及
び
Ｗ
Ｌ
Ｔ
Ｃ
モ
ー
ド
法
に
よ
り
当

該
自
動
車
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率

が
算
定
さ
れ
て
い
な
い
旨

第十六項第二号

令
和
十
二
年

度
燃
費
基
準

達
成
レ
ベ
ル

が
七
十
以
上

八
十
未
満
で

あ
る
こ
と
及

び

十
・
十
五
モ
ー
ド
燃
費
値
が
平
成
二

十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効

率
に
百
分
の
百
五
十
一
を
乗
じ
て
得

た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
並
び
に

そ
の
旨

そ
の
旨
並
び
に
Ｊ
Ｃ
〇
八
モ
ー
ド
法

及
び
Ｗ
Ｌ
Ｔ
Ｃ
モ
ー
ド
法
に
よ
り
当

該
自
動
車
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率

が
算
定
さ
れ
て
い
な
い
旨

第十六項第

令
和
二
年
度

燃
費
基
準
達

成
レ
ベ
ル
が

百
以
上
で
あ

る
こ
と
及
び

十
・
十
五
モ
ー
ド
燃
費
値
が
平
成
二

十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効

率
に
百
分
の
百
五
十
を
乗
じ
て
得
た

数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
並
び
に

40



三号

そ
の
旨

そ
の
旨
並
び
に
Ｊ
Ｃ
〇
八
モ
ー
ド
法

及
び
Ｗ
Ｌ
Ｔ
Ｃ
モ
ー
ド
法
に
よ
り
当

該
自
動
車
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率

が
算
定
さ
れ
て
い
な
い
旨

第十七項第二号

令
和
十
二
年

度
燃
費
基
準

達
成
レ
ベ
ル

が
七
十
五
以

上
八
十
五
未

満
で
あ
る
こ

と
及
び

十
・
十
五
モ
ー
ド
燃
費
値
が
平
成
二

十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効

率
に
百
分
の
百
六
十
二
を
乗
じ
て
得

た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
並
び
に

そ
の
旨

そ
の
旨
並
び
に
Ｊ
Ｃ
〇
八
モ
ー
ド
法

及
び
Ｗ
Ｌ
Ｔ
Ｃ
モ
ー
ド
法
に
よ
り
当

該
自
動
車
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率

が
算
定
さ
れ
て
い
な
い
旨

第十七項第三号

令
和
二
年
度

燃
費
基
準
達

成
レ
ベ
ル
が

百
以
上
で
あ

る
こ
と
及
び

十
・
十
五
モ
ー
ド
燃
費
値
が
平
成
二

十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効

率
に
百
分
の
百
五
十
を
乗
じ
て
得
た

数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
並
び
に

そ
の
旨

そ
の
旨
並
び
に
Ｊ
Ｃ
〇
八
モ
ー
ド
法

及
び
Ｗ
Ｌ
Ｔ
Ｃ
モ
ー
ド
法
に
よ
り
当

該
自
動
車
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率

が
算
定
さ
れ
て
い
な
い
旨

第十九項第二号

令
和
四
年
度

燃
費
基
準
達

成
レ
ベ
ル
が

九
十
五
以
上

百
未
満
で
あ

る
こ
と
及
び

十
・
十
五
モ
ー
ド
燃
費
値
が
平
成
二

十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効

率
に
百
分
の
百
四
十
七
を
乗
じ
て
得

た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
並
び
に

そ
の
旨

そ
の
旨
並
び
に
Ｊ
Ｃ
〇
八
モ
ー
ド
法

及
び
Ｗ
Ｌ
Ｔ
Ｃ
モ
ー
ド
法
に
よ
り
当

該
自
動
車
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率

が
算
定
さ
れ
て
い
な
い
旨

29
　
法
第
百
五
十
七
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条

第
一
項
（
第
一
号
イ
及
び
ロ
、
第
二
号
並
び
に
第
三
号

イ
及
び
ロ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
又
は
第
二
項
（
第

一
号
イ
及
び
ロ
、
第
二
号
並
び
に
第
三
号
イ
及
び
ロ
に

係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に

お
け
る
第
一
項
、
第
二
項
、
第
七
項
か
ら
第
十
項
ま

で
、
第
十
六
項
、
第
十
七
項
及
び
第
二
十
一
項
か
ら
第

二
十
四
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表

の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句

は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

第
一

項
第

二
号

令
和
十
二
年
度

燃
費
基
準
達
成

レ
ベ
ル
が
八
十

以
上
九
十
未
満

で
あ
る
こ
と
及

び

令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ

ル
が
百
十
六
以
上
で
あ
る
こ
と
並

び
に

そ
の
旨

そ
の
旨
及
び
自
動
車
の
エ
ネ
ル
ギ

ー
消
費
効
率
の
算
定
等
に
関
す
る

省
令
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣

が
告
示
で
定
め
る
方
法
第
一
条
第

一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
方
法
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
Ｗ
Ｌ
Ｔ
Ｃ

モ
ー
ド
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
り

当
該
自
動
車
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

効
率
が
算
定
さ
れ
て
い
な
い
旨

第
二

項
第

二
号

令
和
十
二
年
度

燃
費
基
準
達
成

レ
ベ
ル
が
八
十

五
以
上
九
十
五

未
満
で
あ
る
こ

と
及
び

令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ

ル
が
百
二
十
三
以
上
で
あ
る
こ
と

並
び
に

そ
の
旨

そ
の
旨
及
び
Ｗ
Ｌ
Ｔ
Ｃ
モ
ー
ド
法

に
よ
り
当
該
自
動
車
の
エ
ネ
ル
ギ

ー
消
費
効
率
が
算
定
さ
れ
て
い
な

い
旨

第
七

項
第

二
号

令
和
十
二
年
度

燃
費
基
準
達
成

レ
ベ
ル
が
八
十

以
上
九
十
未
満

で
あ
る
こ
と
及

び

令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ

ル
が
百
十
六
以
上
で
あ
る
こ
と
並

び
に

そ
の
旨

そ
の
旨
及
び
Ｗ
Ｌ
Ｔ
Ｃ
モ
ー
ド
法

に
よ
り
当
該
自
動
車
の
エ
ネ
ル
ギ

ー
消
費
効
率
が
算
定
さ
れ
て
い
な

い
旨

第
八

項
第

二
号

令
和
十
二
年
度

燃
費
基
準
達
成

レ
ベ
ル
が
八
十

五
以
上
九
十
五

未
満
で
あ
る
こ

と
及
び

令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ

ル
が
百
二
十
三
以
上
で
あ
る
こ
と

並
び
に

そ
の
旨

そ
の
旨
及
び
Ｗ
Ｌ
Ｔ
Ｃ
モ
ー
ド
法

に
よ
り
当
該
自
動
車
の
エ
ネ
ル
ギ

ー
消
費
効
率
が
算
定
さ
れ
て
い
な

い
旨

第
九

項
第

一
号

令
和
十
二
年
度

燃
費
基
準
達
成

レ
ベ
ル
が
八
十

以
上
九
十
未
満

で
あ
る
こ
と
及

び

令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ

ル
が
百
十
六
以
上
で
あ
る
こ
と
並

び
に

そ
の
旨

そ
の
旨
及
び
Ｗ
Ｌ
Ｔ
Ｃ
モ
ー
ド
法

に
よ
り
当
該
自
動
車
の
エ
ネ
ル
ギ

ー
消
費
効
率
が
算
定
さ
れ
て
い
な

い
旨

第
十

項
第

一
号

令
和
十
二
年
度

燃
費
基
準
達
成

レ
ベ
ル
が
八
十

五
以
上
九
十
五

未
満
で
あ
る
こ

と
及
び

令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ

ル
が
百
二
十
三
以
上
で
あ
る
こ
と

並
び
に

そ
の
旨

そ
の
旨
及
び
Ｗ
Ｌ
Ｔ
Ｃ
モ
ー
ド
法

に
よ
り
当
該
自
動
車
の
エ
ネ
ル
ギ

ー
消
費
効
率
が
算
定
さ
れ
て
い
な

い
旨

第
十

六
項

第
二

号

令
和
十
二
年
度

燃
費
基
準
達
成

レ
ベ
ル
が
七
十

以
上
八
十
未
満

で
あ
る
こ
と
及

び

令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ

ル
が
百
二
以
上
で
あ
る
こ
と
並

び
に

そ
の
旨

そ
の
旨
及
び
Ｗ
Ｌ
Ｔ
Ｃ
モ
ー
ド
法

に
よ
り
当
該
自
動
車
の
エ
ネ
ル
ギ

ー
消
費
効
率
が
算
定
さ
れ
て
い
な

い
旨

第
十

七
項

第
二

号

令
和
十
二
年
度

燃
費
基
準
達
成

レ
ベ
ル
が
七
十

五
以
上
八
十
五

未
満
で
あ
る
こ

と
及
び

令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ

ル
が
百
九
以
上
で
あ
る
こ
と
並

び
に

そ
の
旨

そ
の
旨
及
び
Ｗ
Ｌ
Ｔ
Ｃ
モ
ー
ド
法

に
よ
り
当
該
自
動
車
の
エ
ネ
ル
ギ

ー
消
費
効
率
が
算
定
さ
れ
て
い
な

い
旨

第
二

十
一

令
和
十
二
年
度

燃
費
基
準
達
成

レ
ベ
ル
が
七
十

以
上
八
十
未
満

令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ

ル
が
百
二
以
上
で
あ
る
こ
と
並

び
に

項
第

二
号

で
あ
る
こ
と
及

びそ
の
旨

そ
の
旨
及
び
Ｗ
Ｌ
Ｔ
Ｃ
モ
ー
ド
法

に
よ
り
当
該
自
動
車
の
エ
ネ
ル
ギ

ー
消
費
効
率
が
算
定
さ
れ
て
い
な

い
旨

第
二

十
二

項
第

二
号

令
和
十
二
年
度

燃
費
基
準
達
成

レ
ベ
ル
が
七
十

五
以
上
八
十
五

未
満
で
あ
る
こ

と
及
び

令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ

ル
が
百
九
以
上
で
あ
る
こ
と
並

び
に

そ
の
旨

そ
の
旨
及
び
Ｗ
Ｌ
Ｔ
Ｃ
モ
ー
ド
法

に
よ
り
当
該
自
動
車
の
エ
ネ
ル
ギ

ー
消
費
効
率
が
算
定
さ
れ
て
い
な

い
旨

第
二

十
三

項
第

一
号

令
和
十
二
年
度

燃
費
基
準
達
成

レ
ベ
ル
が
七
十

以
上
八
十
未
満

で
あ
る
こ
と
及

び

令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ

ル
が
百
二
以
上
で
あ
る
こ
と
並

び
に

そ
の
旨

そ
の
旨
及
び
Ｗ
Ｌ
Ｔ
Ｃ
モ
ー
ド
法

に
よ
り
当
該
自
動
車
の
エ
ネ
ル
ギ

ー
消
費
効
率
が
算
定
さ
れ
て
い
な

い
旨

第
二

十
四

項
第

一
号

令
和
十
二
年
度

燃
費
基
準
達
成

レ
ベ
ル
が
七
十

五
以
上
八
十
五

未
満
で
あ
る
こ

と
及
び

令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ

ル
が
百
九
以
上
で
あ
る
こ
と
並

び
に

そ
の
旨

そ
の
旨
及
び
Ｗ
Ｌ
Ｔ
Ｃ
モ
ー
ド
法

に
よ
り
当
該
自
動
車
の
エ
ネ
ル
ギ

ー
消
費
効
率
が
算
定
さ
れ
て
い
な

い
旨

30
　
法
第
百
五
十
七
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条

第
一
項
（
第
三
号
ト
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
又
は
第

二
項
（
第
三
号
ホ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の

適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
十
五
項
及
び
第
二
十
七

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
十
五
項
第
二
号
中

「
令
和
七
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
以
上
百
五

未
満
で
あ
る
こ
と
及
び
」
と
あ
る
の
は
「
自
動
車
の
燃

費
性
能
の
評
価
及
び
公
表
に
関
す
る
実
施
要
領
第
四
条

に
規
定
す
る
平
成
二
十
七
年
度
燃
費
基
準
達
成
・
向
上

達
成
レ
ベ
ル
（
第
二
十
七
項
第
二
号
に
お
い
て
「
平
成

41



二
十
七
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
」
と
い
う
。
）
が

百
十
以
上
で
あ
る
こ
と
並
び
に
」
と
、
「
そ
の
旨
」
と

あ
る
の
は
「
そ
の
旨
及
び
自
動
車
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

効
率
の
算
定
等
に
関
す
る
省
令
に
規
定
す
る
国
土
交
通

大
臣
が
告
示
で
定
め
る
方
法
（
第
二
十
七
項
第
二
号
に

お
い
て
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
算
定
告
示
」
と
い

う
。
）
第
二
条
第
一
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
当
該
自

動
車
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
算
定
さ
れ
て
い
な
い

旨
」
と
、
第
二
十
七
項
第
二
号
中
「
令
和
七
年
度
燃
費

基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
九
十
五
以
上
百
未
満
で
あ
る
こ
と

及
び
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
七
年
度
燃
費
基
準
達

成
レ
ベ
ル
が
百
五
以
上
で
あ
る
こ
と
並
び
に
」
と
、

「
そ
の
旨
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
旨
及
び
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
効
率
算
定
告
示
第
二
条
第
一
号
に
掲
げ
る
方
法
に

よ
り
当
該
自
動
車
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
算
定
さ

れ
て
い
な
い
旨
」
と
す
る
。

31
　
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
の
申
請
を
し
た
者
が
偽
り

そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等

を
受
け
た
こ
と
を
事
由
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
当
該

国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
を
取
り
消
し
た
場
合
で
あ
つ

て
、
当
該
取
消
し
後
に
そ
の
対
象
と
な
つ
た
自
動
車
が

新
た
に
受
け
た
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
が
自
動
車
登

録
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
て
か
ら
、
当
該
新
た
に
受
け

た
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
が
当
該
自
動
車
に
係
る
自

動
車
検
査
証
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
ま
で
の
間
に

お
い
て
は
、
当
該
自
動
車
に
対
す
る
第
一
項
か
ら
第
二

十
七
項
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
前
三
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
当
該
自
動
車

に
係
る
自
動
車
検
査
証
」
と
あ
る
の
は
「
道
路
運
送
車

両
法
第
四
条
に
規
定
す
る
自
動
車
登
録
フ
ァ
イ
ル
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
環
境
性
能
割
に
係
る
申
告
書
等
の
様
式
）

第
九
条
の
五
　
法
第
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提

出
す
べ
き
申
告
書
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
提

出
す
べ
き
報
告
書
の
様
式
は
、
第
十
六
号
の
四
十
三
様

式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
環
境
性
能
割
の
修
正
申
告
書
の
記
載
事
項
）

第
九
条
の
六
　
法
第
百
六
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
総

務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す

る
。

一
　
納
税
義
務
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

二
　
自
動
車
を
譲
渡
し
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び

住
所

三
　
自
動
車
の
取
得
が
さ
れ
た
年
月
日

四
　
自
動
車
の
取
得
の
原
因

五
　
自
動
車
の
種
別
、
用
途
、
車
名
及
び
型
式

六
　
自
動
車
の
定
置
場

七
　
既
に
納
付
の
確
定
し
た
環
境
性
能
割
額

八
　
環
境
性
能
割
の
課
税
標
準
額
及
び
環
境
性
能
割
額

九
　
前
号
の
環
境
性
能
割
額
に
相
当
す
る
金
額
か
ら
第

七
号
の
環
境
性
能
割
額
に
相
当
す
る
金
額
を
控
除
し

た
金
額

十
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
道
府
県
の
条
例
で

定
め
る
事
項

（
自
動
車
の
性
能
が
良
好
で
な
い
こ
と
に
類
す
る
理
由
）

第
九
条
の
七
　
法
第
百
六
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
総

務
省
令
で
定
め
る
理
由
は
、
自
動
車
の
車
体
の
塗
色
等

が
当
該
自
動
車
の
取
得
に
係
る
契
約
の
内
容
と
異
な
る

こ
と
と
す
る
。

（
法
第
百
七
十
七
条
の
六
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め

る
市
町
村
道
）

第
九
条
の
八
　
法
第
百
七
十
七
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す

る
総
務
省
令
で
定
め
る
市
町
村
道
は
、
渡
船
施
設
、
路

面
幅
員
が
二
・
五
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
市
町
村
道

（
橋

り
よ
う

梁

を
除
く
。
）
及
び
道
路
整
備
特
別
措
置
法
（
昭

和
三
十
一
年
法
律
第
七
号
）
の
規
定
に
よ
り
料
金
を
徴

収
す
る
市
町
村
道
と
す
る
。

（
法
第
百
七
十
七
条
の
六
第
二
項
の
総
務
省
令
で
定
め

る
道
路
）

第
九
条
の
九
　
法
第
百
七
十
七
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す

る
総
務
省
令
で
定
め
る
道
路
は
、
渡
船
施
設
、
路
面
幅

員
が
二
・
五
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
道
路
（
橋
梁
を
除

く
。
）
及
び
道
路
整
備
特
別
措
置
法
の
規
定
に
よ
り
料

金
を
徴
収
す
る
道
路
と
す
る
。

（
道
路
の
延
長
及
び
面
積
の
算
定
）

第
九
条
の
十
　
法
第
百
七
十
七
条
の
六
第
三
項
本
文
に
規

定
す
る
道
路
の
延
長
及
び
面
積
は
、
道
路
の
延
長
に
あ

つ
て
は
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）

第
二
十
八
条
に
規
定
す
る
道
路
台
帳
に
記
載
さ
れ
て
い

る
道
路
（
同
法
第
九
条
の
路
線
の
認
定
の
公
示
、
同
法

第
十
八
条
第
一
項
の
道
路
の
区
域
の
決
定
の
公
示
及
び

同
条
第
二
項
の
供
用
開
始
の
公
示
が
行
わ
れ
た
も
の
を

い
う
。
）
の
延
長
（
道
路
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年

政
令
第
四
百
七
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
開
発
道
路
に

あ
つ
て
は
、
そ
の
延
長
に
〇
・
五
を
乗
じ
た
延
長
）
と

し
、
道
路
の
面
積
に
あ
つ
て
は
当
該
道
路
の
延
長
に
当

該
道
路
の
路
面
幅
員
を
乗
じ
て
算
定
す
る
も
の
と
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
算
定
を
し
た
数
に
一

メ
ー
ト
ル
又
は
一
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
端
数
が
あ
る

と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

２
　
前
項
の
算
定
は
、
毎
年
度
、
前
年
の
四
月
一
日
現
在

に
お
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
前
年
の
四
月

二
日
か
ら
そ
の
年
の
四
月
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、

市
町
村
の
廃
置
分
合
、
大
規
模
な
境
界
変
更
又
は
法
第

百
七
十
七
条
の
六
第
二
項
の
指
定
市
（
第
九
条
の
十
二

第
二
項
及
び
第
九
条
の
十
五
第
四
項
に
お
い
て
「
指
定

市
」
と
い
う
。
）
の
指
定
等
に
よ
り
道
路
を
管
理
す
る

都
道
府
県
又
は
市
町
村
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
都

道
府
県
知
事
が
必
要
と
認
め
る
場
合
に
限
り
前
項
及
び

こ
の
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
算
定
は
、
そ
の
年
の
四
月

一
日
現
在
に
お
け
る
道
路
の
管
理
者
の
区
分
に
よ
り
行

う
こ
と
が
で
き
る
。

（
市
町
村
道
の
延
長
及
び
面
積
の
補
正
）

第
九
条
の
十
一
　
前
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
市
町
村

道
の
延
長
及
び
面
積
は
、
次
項
か
ら
第
六
項
ま
で
及
び

第
九
条
の
十
三
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
、
補
正
す
る

も
の
と
す
る
。

２
　
市
町
村
道
の
延
長
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
市

町
村
道
の
種
別
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲

げ
る
率
を
乗
じ
て
補
正
す
る
も
の
と
す
る
。

市
町
村
道
の
種
別

率

路
面
幅
員
四
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
市
町
村

道
（
橋
梁
を
除
く
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て

同
じ
。
）

〇
・
九

路
面
幅
員
四
・
五
メ
ー
ト
ル
未
満
の
市
町
村

道

一
・
〇

木
橋

四
二
・
〇

橋
梁
（
木
橋
を
除
く
。
）

一
・
〇

３
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
補
正
さ
れ
た
市
町
村
道
の
延
長

は
、
更
に
、
当
該
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
こ

の
項
、
第
六
項
及
び
第
九
条
の
十
五
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
係
る
市
町
村
道
の
延
長
（
前
条
の
規
定
に
よ
り
算
定

し
た
市
町
村
道
の
延
長
を
い
う
。
）
を
千
メ
ー
ト
ル
で

除
し
て
得
た
数
値
で
当
該
市
町
村
の
人
口
を
除
し
て
得

た
数
に
よ
る
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
市
町
村
の
区
分

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ

て
補
正
す
る
も
の
と
す
る
。

市
町
村
の
区
分

率

五
〇
人
以
下
の
も
の

一
・
〇

五
〇
人
を
超
え
一
〇
〇
人
以
下
の
も
の

一
・
三

一
〇
〇
人
を
超
え
一
五
〇
人
以
下
の
も
の

一
・
五

一
五
〇
人
を
超
え
二
〇
〇
人
以
下
の
も
の

一
・
七

二
〇
〇
人
を
超
え
二
五
〇
人
以
下
の
も
の

二
・
〇

二
五
〇
人
を
超
え
三
〇
〇
人
以
下
の
も
の

二
・
二

三
〇
〇
人
を
超
え
三
五
〇
人
以
下
の
も
の

二
・
四

三
五
〇
人
を
超
え
四
〇
〇
人
以
下
の
も
の

二
・
七

四
〇
〇
人
を
超
え
四
五
〇
人
以
下
の
も
の

二
・
九

四
五
〇
人
を
超
え
五
〇
〇
人
以
下
の
も
の

三
・
一

五
〇
〇
人
を
超
え
五
五
〇
人
以
下
の
も
の

三
・
三

五
五
〇
人
を
超
え
六
〇
〇
人
以
下
の
も
の

三
・
六

六
〇
〇
人
を
超
え
六
五
〇
人
以
下
の
も
の

三
・
八

六
五
〇
人
を
超
え
七
〇
〇
人
以
下
の
も
の

四
・
〇

七
〇
〇
人
を
超
え
七
五
〇
人
以
下
の
も
の

四
・
三

七
五
〇
人
を
超
え
八
〇
〇
人
以
下
の
も
の

四
・
五

八
〇
〇
人
を
超
え
八
五
〇
人
以
下
の
も
の

四
・
七

八
五
〇
人
を
超
え
九
〇
〇
人
以
下
の
も
の

五
・
〇

九
〇
〇
人
を
超
え
九
五
〇
人
以
下
の
も
の

五
・
二

九
五
〇
人
を
超
え
一
、
〇
〇
〇
人
以
下
の
も
の

五
・
四

一
、
〇
〇
〇
人
を
超
え
一
、
〇
五
〇
人
以
下
の

も
の

五
・
六

一
、
〇
五
〇
人
を
超
え
一
、
一
〇
〇
人
以
下
の

も
の

五
・
九

一
、
一
〇
〇
人
を
超
え
一
、
一
五
〇
人
以
下
の

も
の

六
・
一

一
、
一
五
〇
人
を
超
え
一
、
二
〇
〇
人
以
下
の

も
の

六
・
三

一
、
二
〇
〇
人
を
超
え
一
、
二
五
〇
人
以
下
の

も
の

六
・
六

一
、
二
五
〇
人
を
超
え
一
、
三
〇
〇
人
以
下
の

も
の

六
・
八

一
、
三
〇
〇
人
を
超
え
る
も
の

七
・
〇

４
　
第
二
項
の
表
に
お
い
て
「
木
橋
」
と
は
、
前
年
の
四

月
一
日
現
在
に
お
い
て
道
路
法
第
二
十
八
条
に
規
定
す

る
道
路
台
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
木
橋
を
い
う
。

５
　
市
町
村
道
の
面
積
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
市

町
村
道
の
種
別
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲

げ
る
率
を
乗
じ
て
補
正
す
る
も
の
と
す
る
。

市
町
村
道
の
種
別

率

路
面
幅
員
六
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
市
町
村
道

（
橋
梁
を
除
く
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ

。
）

一
・
一

路
面
幅
員
四
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
六
・
五
メ
ー

ト
ル
未
満
の
市
町
村
道

一
・
〇

路
面
幅
員
四
・
五
メ
ー
ト
ル
未
満
の
市
町
村
道
〇
・
七

橋
梁

一

〇

・

八

６
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
補
正
さ
れ
た
市
町
村
道
の
面
積

は
、
更
に
、
当
該
市
町
村
に
係
る
市
町
村
道
の
面
積

（
前
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
市
町
村
道
の
面
積
を

い
う
。
）
を
千
平
方
メ
ー
ト
ル
で
除
し
て
得
た
数
値
で

当
該
市
町
村
の
人
口
を
除
し
て
得
た
数
に
よ
る
次
の
表

の
上
欄
に
掲
げ
る
市
町
村
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
補
正
す
る
も
の
と

す
る
。
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市
町
村
の
区
分

率

一
〇
人
以
下
の
も
の

一
・
〇

一
〇
人
を
超
え
二
〇
人
以
下
の
も
の

一
・
二

二
〇
人
を
超
え
三
〇
人
以
下
の
も
の

一
・
四

三
〇
人
を
超
え
四
〇
人
以
下
の
も
の

一
・
六

四
〇
人
を
超
え
五
〇
人
以
下
の
も
の

一
・
八

五
〇
人
を
超
え
六
〇
人
以
下
の
も
の

二
・
〇

六
〇
人
を
超
え
七
〇
人
以
下
の
も
の

二
・
一

七
〇
人
を
超
え
八
〇
人
以
下
の
も
の

二
・
三

八
〇
人
を
超
え
九
〇
人
以
下
の
も
の

二
・
五

九
〇
人
を
超
え
一
〇
〇
人
以
下
の
も
の

二
・
七

一
〇
〇
人
を
超
え
一
一
〇
人
以
下
の
も
の

二
・
九

一
一
〇
人
を
超
え
一
二
〇
人
以
下
の
も
の

三
・
一

一
二
〇
人
を
超
え
一
三
〇
人
以
下
の
も
の

三
・
二

一
三
〇
人
を
超
え
一
四
〇
人
以
下
の
も
の

三
・
四

一
四
〇
人
を
超
え
一
五
〇
人
以
下
の
も
の

三
・
六

一
五
〇
人
を
超
え
一
六
〇
人
以
下
の
も
の

三
・
八

一
六
〇
人
を
超
え
一
七
〇
人
以
下
の
も
の

四
・
〇

一
七
〇
人
を
超
え
一
八
〇
人
以
下
の
も
の

四
・
一

一
八
〇
人
を
超
え
一
九
〇
人
以
下
の
も
の

四
・
三

一
九
〇
人
を
超
え
二
〇
〇
人
以
下
の
も
の

四
・
五

二
〇
〇
人
を
超
え
る
も
の

四
・
七

（
一
般
国
道
等
の
延
長
及
び
面
積
の
補
正
）

第
九
条
の
十
二
　
第
九
条
の
十
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た

一
般
国
道
等
（
法
第
百
七
十
七
条
の
六
第
二
項
に
規
定

す
る
一
般
国
道
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第

四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
延
長
及
び
面
積
は
、
次
項

か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
次
条
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り

補
正
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
一
般
国
道
等
の
延
長
は
、
法
第
百
七
十
七
条
の
六
第

二
項
の
指
定
道
府
県
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
九
条
の
十

五
第
四
項
に
お
い
て
「
指
定
道
府
県
」
と
い
う
。
）
に

係
る
一
般
国
道
等
の
延
長
（
第
九
条
の
十
の
規
定
に
よ

り
算
定
し
た
一
般
国
道
等
の
延
長
を
い
う
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
千
メ
ー
ト
ル
で
除
し
て
得
た

数
値
又
は
指
定
市
に
係
る
一
般
国
道
等
の
延
長
を
千
メ

ー
ト
ル
で
除
し
て
得
た
数
値
で
当
該
指
定
道
府
県
の
人

口
（
当
該
指
定
市
の
人
口
を
除
く
。
第
四
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
又
は
当
該
指
定
市
の
人
口
を
除
し
て
得
た
数

に
よ
る
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
指
定
道
府
県
又
は
指

定
市
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

る
率
を
乗
じ
て
補
正
す
る
も
の
と
す
る
。

指
定
道
府
県
又
は
指
定
市
の
区
分

率

一
、
〇
〇
〇
人
以
下
の
も
の

一
・
〇

一
、
〇
〇
〇
人
を
超
え
二
、
〇
〇
〇
人
以
下
の

も
の

一
・
五

二
、
〇
〇
〇
人
を
超
え
三
、
〇
〇
〇
人
以
下
の

も
の

一
・
九

三
、
〇
〇
〇
人
を
超
え
四
、
〇
〇
〇
人
以
下
の

も
の

二
・
三

四
、
〇
〇
〇
人
を
超
え
五
、
〇
〇
〇
人
以
下
の

も
の

二
・
七

五
、
〇
〇
〇
人
を
超
え
六
、
〇
〇
〇
人
以
下
の

も
の

三
・
一

六
、
〇
〇
〇
人
を
超
え
七
、
〇
〇
〇
人
以
下
の

も
の

三
・
六

七
、
〇
〇
〇
人
を
超
え
八
、
〇
〇
〇
人
以
下
の

も
の

四
・
〇

八
、
〇
〇
〇
人
を
超
え
九
、
〇
〇
〇
人
以
下
の

も
の

四
・
四

九
、
〇
〇
〇
人
を
超
え
一
〇
、
〇
〇
〇
人
以
下

の
も
の

四
・
八

一
〇
、
〇
〇
〇
人
を
超
え
一
一
、
〇
〇
〇
人
以

下
の
も
の

五
・
二

一
一
、
〇
〇
〇
人
を
超
え
一
二
、
〇
〇
〇
人
以

下
の
も
の

五
・
七

一
二
、
〇
〇
〇
人
を
超
え
一
三
、
〇
〇
〇
人
以

下
の
も
の

六
・
一

一
三
、
〇
〇
〇
人
を
超
え
一
四
、
〇
〇
〇
人
以

下
の
も
の

六
・
五

一
四
、
〇
〇
〇
人
を
超
え
る
も
の

六
・
九

３
　
一
般
国
道
等
の
面
積
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

一
般
国
道
等
の
種
別
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄

に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
補
正
す
る
も
の
と
す
る
。

一
般
国
道
等
の
種
別

率

一
般
国
道
（
橋
梁

を
除
く
。
）

指
定
区
間
内
の
一
般

国
道

砂
利
道
〇
・
七

舗
装
道
〇
・
六

指
定
区
間
外
の
一
般

国
道

砂
利
道
一
・
〇

舗
装
道
〇
・
六

高
速
自
動
車
国
道
（
橋
梁
を
除
く
。
）

〇
・
六

都
道
府
県
道
（
橋
梁
を
除
く
。
）

砂
利
道
一
・
〇

舗
装
道
〇
・
五

橋
梁

四
・
三

４
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
補
正
さ
れ
た
一
般
国
道
等
の
面

積
は
、
更
に
、
当
該
指
定
道
府
県
に
係
る
一
般
国
道
等

の
面
積
（
第
九
条
の
十
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
一
般

国
道
等
の
面
積
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
千
平
方
メ
ー
ト
ル
で
除
し
て
得
た
数
値
又
は

当
該
指
定
市
に
係
る
一
般
国
道
等
の
面
積
を
千
平
方
メ

ー
ト
ル
で
除
し
て
得
た
数
値
で
当
該
指
定
道
府
県
の
人

口
又
は
当
該
指
定
市
の
人
口
を
除
し
て
得
た
数
に
よ
る

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
指
定
道
府
県
又
は
指
定
市
の

区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
率
を

乗
じ
て
補
正
す
る
も
の
と
す
る
。

指
定
道
府
県
又
は
指
定
市
の
区
分

率

五
〇
人
以
下
の
も
の

一
・
〇

五
〇
人
を
超
え
一
〇
〇
人
以
下
の
も
の

一
・
二

一
〇
〇
人
を
超
え
一
五
〇
人
以
下
の
も
の

一
・
四

一
五
〇
人
を
超
え
二
〇
〇
人
以
下
の
も
の

一
・
六

二
〇
〇
人
を
超
え
二
五
〇
人
以
下
の
も
の

一
・
八

二
五
〇
人
を
超
え
三
〇
〇
人
以
下
の
も
の

二
・
〇

三
〇
〇
人
を
超
え
三
五
〇
人
以
下
の
も
の

二
・
三

三
五
〇
人
を
超
え
四
〇
〇
人
以
下
の
も
の

二
・
五

四
〇
〇
人
を
超
え
四
五
〇
人
以
下
の
も
の

二
・
七

四
五
〇
人
を
超
え
五
〇
〇
人
以
下
の
も
の

二
・
九

五
〇
〇
人
を
超
え
五
五
〇
人
以
下
の
も
の

三
・
一

五
五
〇
人
を
超
え
六
〇
〇
人
以
下
の
も
の

三
・
三

六
〇
〇
人
を
超
え
六
五
〇
人
以
下
の
も
の

三
・
五

六
五
〇
人
を
超
え
七
〇
〇
人
以
下
の
も
の

三
・
七

七
〇
〇
人
を
超
え
る
も
の

三
・
九

５
　
第
三
項
の
表
に
お
い
て
「
指
定
区
間
」
と
は
、
道
路

法
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
指
定
す
る
区

間
を
い
う
。

（
人
口
の
定
義
等
）

第
九
条
の
十
三
　
第
九
条
の
十
一
第
三
項
及
び
第
六
項
並

び
に
前
条
第
二
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
「
人
口
」
と

は
、
前
年
度
末
ま
で
に
官
報
で
公
示
さ
れ
た
国
勢
調
査

の
う
ち

近
の
も
の
の
結
果
に
よ
る
人
口
を
い
う
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
三
条
の
三
の
規
定
は
こ
れ
ら

の
項
の
人
口
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

２
　
市
町
村
の
昼
間
人
口
（
従
業
地
、
通
学
地
に
よ
る
人

口
が
統
計
法
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
前
年
度
末
ま
で
に

公
表
さ
れ
て
い
る
国
勢
調
査
の
う
ち

近
の
も
の
の
結

果
に
よ
る
当
該
人
口
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
を
当
該
市
町
村
の
常
住
人
口
（
当

該
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ
る
官
報
で
公
示
さ
れ
た
人
口

を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

で
除
し
て
得
た
率
が
一
・
一
を
超
え
る
市
町
村
の
第
九

条
の
十
一
第
三
項
及
び
第
六
項
の
人
口
は
、
前
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
昼
間
人
口
か
ら
常
住
人
口
に
一
・

一
を
乗
じ
て
得
た
人
口
を
控
除
し
た
人
口
の
二
分
の
一

の
人
口
（
一
人
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端

数
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
を
同
項
の
人
口
に
加
え
た
人

口
と
す
る
。

３
　
市
町
村
の
廃
置
分
合
若
し
く
は
境
界
変
更
が
あ
つ
た

場
合
又
は
市
町
村
の
境
界
が
確
定
し
た
場
合
に
は
、
当

該
廃
置
分
合
若
し
く
は
境
界
変
更
又
は
境
界
確
定
後
の

関
係
市
町
村
に
つ
い
て
地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
七
十

七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
都
道
府
県
知
事
が
告
示

し
た
人
口
を
基
礎
と
し
て
同
項
の
規
定
に
準
じ
て
当
該

市
町
村
に
係
る
昼
間
人
口
及
び
常
住
人
口
に
相
当
す
る

人
口
と
し
て
算
定
し
た
人
口
を
そ
れ
ぞ
れ
前
項
の
昼
間

人
口
及
び
常
住
人
口
と
み
な
し
て
、
同
項
の
規
定
を
適

用
す
る
。

４
　
前
二
条
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
道
又
は
一
般
国
道
等

の
延
長
又
は
面
積
を
補
正
す
る
場
合
に
お
い
て
、
第
九

条
の
十
一
第
二
項
、
第
五
項
及
び
前
条
第
三
項
の
道
路

の
種
別
ご
と
の
延
長
若
し
く
は
面
積
の
数
、
こ
れ
ら
の

項
に
定
め
る
率
を
乗
じ
た
後
の
数
又
は
第
九
条
の
十
一

第
三
項
、
第
六
項
、
前
条
第
二
項
若
し
く
は
第
四
項
に

定
め
る
率
を
乗
じ
た
後
の
数
に
一
メ
ー
ト
ル
又
は
一
平

方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数

を
そ
れ
ぞ
れ
四
捨
五
入
す
る
。

（
環
境
性
能
割
額
の
交
付
額
の
算
定
に
用
い
る
資
料
の

提
出
義
務
）

第
九
条
の
十
四
　
市
町
村
長
（
特
別
区
の
区
長
を
含
む
。
）

は
、
道
府
県
知
事
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
環
境
性

能
割
額
の
交
付
額
の
算
定
に
用
い
る
道
路
の
延
長
及
び

面
積
に
関
す
る
資
料
を
当
該
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
交
付
す
べ
き
額
の
算
定
に
錯
誤
が
あ
つ
た
場
合
の
措

置
）

第
九
条
の
十
五
　
道
府
県
は
、
法
第
百
七
十
七
条
の
六
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
に
対
し
環
境
性
能
割
額
を

交
付
し
た
後
に
お
い
て
、
そ
の
交
付
し
た
額
の
算
定
に

錯
誤
が
あ
つ
た
た
め
、
交
付
し
た
額
を
増
加
し
、
又
は

減
少
す
る
必
要
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
当
該
錯
誤
に
係

る
額
を
発
見
し
た
日
以
後
に
到
来
す
る
交
付
時
期
に
お

い
て
当
該
交
付
す
べ
き
額
に
加
算
し
、
又
は
こ
れ
を
減

額
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
市

町
村
に
係
る
市
町
村
道
の
延
長
又
は
面
積
（
第
九
条
の

十
一
の
規
定
に
よ
る
補
正
を
し
た
後
の
延
長
又
は
面
積

を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
錯
誤
が

あ
つ
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
錯
誤
に
係
る
額
は
、
次
の

算
式
に
よ
り
得
た
率
（
小
数
点
以
下
三
位
未
満
の
端
数

が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
を
錯
誤

が
あ
つ
た
年
度
に
お
い
て
当
該
市
町
村
に
交
付
し
た
環

境
性
能
割
額
に
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
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２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
の
交
付
時
期
に
お

い
て
各
市
町
村
に
交
付
す
る
額
は
、
政
令
第
四
十
四
条

の
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
交
付
時
期
に
交
付
す

べ
き
額
か
ら
前
項
の
加
算
す
べ
き
額
を
減
額
し
、
及
び

こ
れ
に
同
項
の
減
額
す
べ
き
額
を
加
算
し
て
得
た
額
を

当
該
交
付
時
期
に
交
付
す
る
同
条
第
二
項
の
交
付
額
と

し
て
算
定
し
た
各
市
町
村
に
交
付
す
べ
き
額
に
相
当
す

る
額
に
前
項
の
加
算
す
べ
き
額
を
加
算
し
、
又
は
当
該

交
付
す
べ
き
額
に
相
当
す
る
額
か
ら
当
該
減
額
す
べ
き

額
を
減
額
し
て
得
た
額
と
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
第
一
項
後
段
の
錯
誤
に
係
る
額
に
千
円
未
満
の
端
数

金
額
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
控
除
し
た
金

額
を
も
つ
て
、
当
該
錯
誤
に
係
る
額
と
す
る
。

４
　
第
一
項
前
段
の
規
定
は
、
指
定
道
府
県
が
法
第
百
七

十
七
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
市
に
対
し
環

境
性
能
割
額
を
交
付
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
法
第
百
七
十
七
条
の
十
二
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で

定
め
る
方
法
）

第
九
条
の
十
六
　
法
第
百
七
十
七
条
の
十
二
に
規
定
す
る

総
務
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
道
府
県
知
事
又
は
地
方

税
共
同
機
構
か
ら
得
た
納
付
情
報
に
よ
り
納
付
す
る
方

法
と
す
る
。

（
種
別
割
に
係
る
申
告
書
等
の
様
式
）

第
九
条
の
十
七
　
法
第
百
七
十
七
条
の
十
三
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
提
出
す
べ
き
申
告
書
又
は
報
告
書
の
様
式

は
、
第
十
六
号
の
四
十
三
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
法
第
二
百
五
十
九
条
第
二
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る

納
税
義
務
者
）

第
九
条
の
十
八
　
法
第
二
百
五
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す

る
総
務
省
令
で
定
め
る
納
税
義
務
者
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
見
込
ま
れ
る

も
の
と
す
る
。

一
　
法
第
二
百
五
十
九
条
第
二
項
の
条
例
の
施
行
後
五

年
間
に
係
る
当
該
納
税
義
務
者
（
納
税
義
務
者
と
な

る
べ
き
者
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対

し
て
課
す
べ
き
当
該
道
府
県
法
定
外
普
通
税
の
課
税

標
準
の
合
計
が
、
当
該
期
間
に
係
る
当
該
道
府
県
法

定
外
普
通
税
の
課
税
標
準
の
合
計
の
十
分
の
一
を
超

え
る
こ
と
。

二
　
前
号
の
期
間
の
う
ち
、
当
該
納
税
義
務
者
に
対
し

て
課
す
べ
き
当
該
道
府
県
法
定
外
普
通
税
の
課
税
標

準
が
当
該
道
府
県
法
定
外
普
通
税
の
課
税
標
準
の
十

分
の
一
を
超
え
る
年
が
三
以
上
あ
る
こ
と
。

（
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
二
イ
（
１
）

の
剰
余
金
等
）

第
九
条
の
十
九
　
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の

二
イ
（
１
）
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
剰
余
金

は
、
会
社
計
算
規
則
第
二
十
九
条
第
二
項
第
一
号
に
規

定
す
る
額
と
す
る
。

２
　
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
二
イ
（
３
）

に
規
定
す
る
剰
余
金
と
し
て
計
上
し
た
も
の
で
総
務
省

令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す

る
。

一
　
会
社
法
第
四
百
四
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
資
本
金

の
額
を
減
少
し
た
場
合
　
会
社
計
算
規
則
第
二
十
七

条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
額

二
　
会
社
法
第
四
百
四
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
準
備
金

の
額
を
減
少
し
た
場
合
　
会
社
計
算
規
則
第
二
十
七

条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
額

３
　
前
項
各
号
に
定
め
る
額
は
、
会
社
法
第
四
百
五
十
二

条
の
規
定
に
よ
り
損
失
の
塡
補
に
充
て
た
日
以
前
一
年

間
に
お
い
て
剰
余
金
と
し
て
計
上
し
た
額
に
限
る
も
の

と
す
る
。

４
　
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
二
イ
（
３
）

に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
損
失
は
、
会
社
法
第

四
百
五
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
損
失
の
塡
補
に
充
て
た

日
に
お
け
る
会
社
計
算
規
則
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る

そ
の
他
利
益
剰
余
金
の
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
お
け

る
当
該
零
を
下
回
る
額
と
す
る
。

第
九
条
の
二
十
　
削
除

（
政
令
第
四
十
七
条
の
三
第
二
号
に
規
定
す
る
総
務
省

令
で
定
め
る
世
帯
等
）

第
九
条
の
二
十
一
　
政
令
第
四
十
七
条
の
三
第
二
号
に
規

定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
世
帯
は
、
次
の
各
号
の
い

ず
れ
に
も
該
当
す
る
世
帯
と
す
る
。

一
　
夫
、
妻
及
び
二
人
の
子
か
ら
な
る
世
帯
で
あ
る
こ

と
。

二
　
借
家
に
居
住
す
る
世
帯
で
あ
る
こ
と
。

三
　
収
入
の
な
い
世
帯
で
あ
る
こ
と
。

２
　
政
令
第
四
十
七
条
の
三
第
二
号
に
規
定
す
る
総
務
省

令
で
定
め
る
率
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
生
活
保
護
法

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

る
保
護
の
基
準
に
お
け
る
地
域
の
級
地
区
分
（
前
年
の

十
二
月
三
十
一
日
に
お
け
る
地
域
の
級
地
区
分
と
す

る
。
）
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
率
と
す
る
。

一
　
一
級
地
　
一
・
〇

二
　
二
級
地
　
〇
・
九

三
　
三
級
地
　
〇
・
八

（
法
第
三
百
二
十
一
条
の
四
第
七
項
、
第
八
項
、
第
九

項
及
び
第
十
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
方

法
）

第
九
条
の
二
十
二
　
法
第
三
百
二
十
一
条
の
四
第
七
項

（
法
第
三
百
二
十
一
条
の
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、

情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
お
け
る
安
全
性
及
び
信
頼

性
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
基
準
と
し
て
総
務
大
臣

が
定
め
る
基
準
（
第
三
項
に
お
い
て
「
特
別
徴
収
税
額

通
知
安
全
性
基
準
」
と
い
う
。
）
に
従
い
、
地
方
税
共

同
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

に
備
え
ら
れ
た
受
信
者
フ
ァ
イ
ル
（
専
ら
法
第
三
百
二

十
一
条
の
四
第
七
項
に
規
定
す
る
特
定
特
別
徴
収
義
務

者
の
使
用
の
用
に
供
せ
ら
れ
る
フ
ァ
イ
ル
を
い
う
。
）

に
通
知
事
項
（
法
第
三
百
二
十
一
条
の
四
第
一
項
に
規

定
す
る
通
知
事
項
を
い
う
。
第
四
項
第
一
号
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
係
る
情
報
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
通

知
情
報
」
と
い
う
。
）
を
、
当
該
市
町
村
長
の
使
用
に

係
る
電
子
計
算
機
か
ら
入
力
し
て
行
う
方
法
を
い
う
。

２
　
前
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
通
知
情
報
の
提
供
を

行
う
場
合
に
は
、
市
町
村
長
は
、
当
該
通
知
情
報
に
電

子
署
名
（
第
二
十
四
条
の
三
十
九
第
五
項
第
一
号
に
規

定
す
る
電
子
署
名
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
、
次
項
及
び

第
十
条
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
い
、
当
該
電

子
署
名
を
行
つ
た
者
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

を
証
す
る
電
子
証
明
書
（
第
二
十
四
条
の
三
十
九
第
五

項
第
二
号
に
規
定
す
る
電
子
証
明
書
を
い
う
。
次
項
及

び
第
十
条
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
併
せ
て
こ
れ

を
送
信
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
法
第
三
百
二
十
一
条
の
四
第
八
項
（
法
第
三
百
二
十

一
条
の
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

以
下
こ
の
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定

す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
市
町
村
長
が
、
特

別
徴
収
税
額
通
知
安
全
性
基
準
に
従
い
、
機
構
の
使
用

に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
受
信
者
フ
ァ
イ
ル

（
専
ら
法
第
三
百
二
十
一
条
の
四
第
八
項
に
規
定
す
る

特
定
特
別
徴
収
義
務
者
（
次
項
に
お
い
て
「
特
定
特
別

徴
収
義
務
者
」
と
い
う
。
）
の
使
用
の
用
に
供
せ
ら
れ

る
フ
ァ
イ
ル
を
い
う
。
）
に
通
知
情
報
を
、
当
該
市
町

村
長
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
入
力
し
、
及
び

機
構
が
、
当
該
通
知
情
報
を
加
工
し
、
二
次
元
コ
ー
ド

（
当
該
通
知
情
報
の
内
容
を
記
録
し
た
も
の
で
あ
つ
て
、

機
構
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
送
信
す
る
こ
と
に

よ
り
、
当
該
通
知
情
報
に
つ
い
て
改
変
が
行
わ
れ
て
い

な
い
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
限

る
。
次
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
併
せ
て
こ
れ

を
送
信
し
て
行
う
方
法
を
い
う
。

４
　
法
第
三
百
二
十
一
条
の
四
第
九
項
（
法
第
三
百
二
十

一
条
の
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
を
い
う
。

一
　
特
定
特
別
徴
収
義
務
者
が
、
当
該
通
知
事
項
の
提

供
を
受
け
る
べ
き
納
税
義
務
者
に
係
る
通
知
事
項
及

び
二
次
元
コ
ー
ド
を
印
刷
し
た
も
の
を
交
付
し
て
行

う
方
法

二
　
特
定
特
別
徴
収
義
務
者
が
、
当
該
通
知
情
報
の
提

供
を
受
け
る
べ
き
納
税
義
務
者
に
係
る
前
項
の
方
法

に
よ
り
送
信
す
べ
き
通
知
情
報
を
記
録
し
た
電
磁
的

記
録
媒
体
（
法
第
七
百
六
十
二
条
第
一
号
ロ
に
規
定

す
る
電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
）
を

交
付
し
て
行
う
方
法

５
　
法
第
三
百
二
十
一
条
の
四
第
十
一
項
（
法
第
三
百
二

十
一
条
の
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
市

町
村
長
が
、
通
知
情
報
を
受
信
者
フ
ァ
イ
ル
（
専
ら
法

第
三
百
二
十
一
条
の
四
第
七
項
又
は
第
八
項
に
規
定
す

る
特
定
特
別
徴
収
義
務
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
特
定
特
別
徴
収
義
務
者
」
と
い
う
。
）
の
使
用
の
用
に

供
せ
ら
れ
る
フ
ァ
イ
ル
を
い
う
。
）
に
記
録
し
た
旨
を

特
定
特
別
徴
収
義
務
者
に
対
し
、
電
子
メ
ー
ル
（
特
定

電
子
メ
ー
ル
の
送
信
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
四
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定

す
る
電
子
メ
ー
ル
を
い
う
。
）
に
よ
り
送
信
す
る
方
法

を
い
う
。

（
退
職
等
に
伴
う
給
与
所
得
に
係
る
特
別
徴
収
税
額
の

一
括
徴
収
）

第
九
条
の
二
十
三
　
法
第
三
百
二
十
一
条
の
五
第
二
項
た

だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
納
税
義
務
者
か
ら
の
申
出
は
、

給
与
の
支
払
を
受
け
な
い
こ
と
と
な
つ
た
日
の
属
す
る

月
の
末
日
ま
で
に
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
法
第
三
百
二
十
一
条
の
五
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定

に
よ
り
給
与
の
支
払
を
受
け
な
い
こ
と
と
な
つ
た
日
の

属
す
る
月
の
翌
月
以
降
の
月
割
額
の
全
額
を
徴
収
さ
れ

る
こ
と
と
な
る
納
税
義
務
者
は
、
当
該
給
与
の
支
払
を

受
け
な
い
こ
と
と
な
つ
た
日
の
属
す
る
月
の
末
日
ま
で

に
、
同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
当
該
年
度
の
初
日
の

属
す
る
年
の
翌
年
の
五
月
三
十
一
日
ま
で
に
支
払
を
受

け
る
べ
き
給
与
又
は
退
職
手
当
等
の
額
か
ら
そ
れ
ぞ
れ

徴
収
さ
れ
る
べ
き
給
与
所
得
に
係
る
特
別
徴
収
税
額
に

つ
い
て
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
法
第
三
百
二
十
一
条
の
五
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定

す
る
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
の
五
月
三

十
一
日
ま
で
に
支
払
を
受
け
る
べ
き
給
与
又
は
退
職
手

当
等
の
額
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
徴
収
す
べ
き
給
与
所
得
に
係

る
特
別
徴
収
税
額
は
、
前
項
の
申
出
が
あ
つ
た
と
き
は

そ
の
申
出
に
係
る
額
と
し
、
そ
の
申
出
が
な
い
と
き
は

同
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
徴
収
す
べ
き
給

与
所
得
に
係
る
特
別
徴
収
税
額
を
当
該
給
与
又
は
退
職
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手
当
等
の
合
計
額
と
当
該
給
与
又
は
退
職
手
当
等
の
そ

れ
ぞ
れ
の
額
と
の
割
合
に
よ
つ
て
あ
ん
分
し
た
額
と
す

る
。

（
特
別
徴
収
に
係
る
給
与
所
得
者
異
動
届
出
書
の
提
出

義
務
）

第
九
条
の
二
十
四
　
法
第
三
百
二
十
一
条
の
五
第
三
項
に

規
定
す
る
届
出
書
は
、
同
条
第
二
項
の
事
由
が
発
生
し

た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
十
日
ま
で
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
事
由
が
四
月
二
日
か

ら
五
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
生
じ
た
場
合
に
お
け
る

当
該
事
由
が
生
じ
た
者
に
係
る
市
町
村
民
税
を
当
該
年

度
か
ら
新
た
に
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
つ
て
徴
収
す
べ

き
市
町
村
の
長
に
対
す
る
当
該
届
出
書
の
提
出
は
、
法

第
三
百
二
十
一
条
の
四
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
通

知
の
あ
つ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
十
日
ま
で
と
す

る
。

（
市
町
村
の
特
別
徴
収
の
通
知
）

第
九
条
の
二
十
五
　
法
第
三
百
二
十
一
条
の
七
の
五
第
一

項
（
法
第
三
百
二
十
一
条
の
七
の
八
第
三
項
に
お
い
て

読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る

総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者

の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
特
別
徴
収
対
象
年
金
所
得
者
　
当
該
特
別
徴
収
対

象
年
金
所
得
者
の
氏
名
及
び
住
所
、
当
該
特
別
徴
収

対
象
年
金
所
得
者
に
係
る
特
別
徴
収
対
象
年
金
給
付

の
種
類
並
び
に
当
該
年
金
保
険
者
の
名
称
及
び
法
人

番
号

二
　
年
金
保
険
者
　
前
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
当

該
特
別
徴
収
対
象
年
金
所
得
者
の
性
別
、
生
年
月
日

及
び
個
人
番
号
並
び
に
当
該
特
別
徴
収
対
象
年
金
所

得
者
に
係
る
特
別
徴
収
対
象
年
金
給
付
の
額

（
市
町
村
と
年
金
保
険
者
と
の
間
に
お
け
る
通
知
の
方

法
）

第
九
条
の
二
十
六
　
法
第
三
百
二
十
一
条
の
七
の
十
一
第

一
項
に
規
定
す
る
年
金
保
険
者
が
市
町
村
長
に
対
し
て

行
う
通
知
は
、
年
金
保
険
者
（
当
該
年
金
保
険
者
が
政

令
第
四
十
八
条
の
九
の
十
七
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者

で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
）
が
、
法

第
三
百
二
十
一
条
の
七
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
規

定
に
よ
り
年
金
保
険
者
が
通
知
す
べ
き
事
項
を
記
録
し

た
次
条
第
二
十
項
に
規
定
す
る
記
録
用
の
媒
体
（
次
項

に
お
い
て
「
光
デ
ィ
ス
ク
等
」
と
い
う
。
）
を
機
構
に

提
供
し
、
機
構
が
、
法
第
三
百
二
十
一
条
の
七
の
十
一

第
一
項
に
規
定
す
る
規
定
に
よ
り
通
知
を
受
け
る
べ
き

市
町
村
長
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
当
該
通
知
す

べ
き
事
項
を
、
機
構
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら

入
力
し
て
、
当
該
市
町
村
長
に
提
供
す
る
方
法
に
よ
り

行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
法
第
三
百
二
十
一
条
の
七
の
十
一
第
二
項
に
規
定
す

る
年
金
保
険
者
に
対
し
て
行
う
通
知
は
、
市
町
村
長

が
、
機
構
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
同
項
に
規
定

す
る
規
定
に
よ
り
通
知
す
べ
き
事
項
を
、
当
該
市
町
村

長
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
入
力
し
て
、
機
構

に
提
供
し
、
機
構
が
、
当
該
通
知
す
べ
き
事
項
を
記
録

し
た
光
デ
ィ
ス
ク
等
を
年
金
保
険
者
（
当
該
年
金
保
険

者
が
政
令
第
四
十
八
条
の
九
の
十
七
第
三
項
各
号
に
掲

げ
る
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
）

に
提
供
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

３
　
第
一
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
年
金
保
険
者
が
公

的
年
金
等
に
係
る
所
得
に
係
る
個
人
の
市
町
村
民
税
の

特
別
徴
収
に
関
し
法
令
に
規
定
す
る
事
務
の
実
施
の
た

め
に
必
要
と
な
る
通
知
を
市
町
村
長
に
対
し
て
行
う
場

合
に
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と

が
で
き
る
。

４
　
前
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
情
報
通
信
の
技
術

の
利
用
に
お
け
る
安
全
性
及
び
信
頼
性
を
確
保
す
る
た

め
に
必
要
な
基
準
と
し
て
総
務
大
臣
が
定
め
る
基
準
に

従
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

５
　
法
第
三
百
二
十
一
条
の
七
の
三
に
規
定
す
る
総
務
省

令
で
定
め
る
事
項
は
、
老
齢
等
年
金
給
付
の
支
払
を
受

け
て
い
る
者
の
個
人
番
号
と
す
る
。

（
市
町
村
民
税
に
係
る
申
告
書
等
の
様
式
）

第
十
条
　
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲

げ
る
申
告
書
等
の
様
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
別
表

に
掲
げ
る
様
式
（
個
人
の
市
町
村
民
税
に
係
る
も
の
を

除
く
。
）
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
や
む
を
得
な
い
事

情
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
総
務
大
臣
は
、
別
に

こ
れ
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

申
告
書
等
の
種
類

様
式

（
一
）
　
給
与
支
払
報
告
書

第
十
七
号

様
式

（
二
）
　
公
的
年
金
等
支
払
報
告
書

第
十
七
号

の
二
様
式

（
三
）
　
給
与
支
払
報
告
に
係
る
給
与
所
得
者

異
動
届
出
書
（
法
第
三
百
十
七
条
の
六
第
二

項
の
規
定
に
よ
つ
て
提
出
す
べ
き
届
出
書
）

第
十
八
号

様
式

（
四
）
　
特
別
徴
収
に
係
る
給
与
所
得
者
異
動

届
出
書
（
法
第
三
百
二
十
一
条
の
五
第
三
項

の
規
定
に
よ
つ
て
提
出
す
べ
き
届
出
書
）

（
五
）
　
確
定
申
告
書
及
び
中
間
申
告
書
並
び

に
こ
れ
ら
に
係
る
修
正
申
告
書
（
法
第
三
百

二
十
一
条
の
八
第
一
項
の
市
町
村
民
税
の
申

第
二
十
号

様
式
（
別

表
一
か
ら

告
書
及
び
こ
れ
に
係
る
同
条
第
三
十
四
項
の

市
町
村
民
税
の
申
告
書
）

別
表
四
の

三
ま
で
）

（
六
）
　
退
職
年
金
等
積
立
金
に
係
る
確
定
申

告
書
及
び
こ
れ
に
係
る
修
正
申
告
書
（
法
人

税
法
第
八
十
九
条
（
同
法
第
百
四
十
五
条
の

五
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
よ
つ
て
申
告
書
を
提
出
す
る
義
務
が

あ
る
法
人
に
係
る
法
第
三
百
二
十
一
条
の
八

第
一
項
の
市
町
村
民
税
の
申
告
書
及
び
こ
れ

に
係
る
同
条
第
三
十
四
項
の
市
町
村
民
税
の

申
告
書
）

第
二
十
号

の
二
様
式

（
七
）
　
予
定
申
告
書
及
び
こ
れ
に
係
る
修
正

申
告
書
（
法
第
三
百
二
十
一
条
の
八
第
一
項

及
び
第
二
項
の
市
町
村
民
税
の
申
告
書
並
び

に
こ
れ
ら
に
係
る
同
条
第
三
十
四
項
の
市
町

村
民
税
の
申
告
書
）

第
二
十
号

の
三
様
式

（
第
二
十
号

様
式
別
表

四
の
三
）

（
八
）
　
外
国
関
係
会
社
に
係
る
控
除
対
象
所

得
税
額
等
相
当
額
及
び
個
別
控
除
対
象
所
得

税
額
等
相
当
額
の
控
除
に
関
す
る
明
細
書

（
政
令
第
四
十
八
条
の
十
二
の
二
第
二
項
及

び
第
四
十
八
条
の
十
二
の
三
第
二
項
の
書

類
）

第
二
十
号

の
三
の
二

様
式

（
九
）
　
外
国
の
法
人
税
等
の
額
の
控
除
に
関

す
る
明
細
書
（
政
令
第
四
十
八
条
の
十
三
第

三
十
項
並
び
に
第
四
十
八
条
の
十
三
の
二
第

四
項
及
び
第
五
項
の
書
類
）

第
二
十
号

の
四
様
式

（
十
）
　
課
税
標
準
の
分
割
に
関
す
る
明
細
書

（
法
第
三
百
二
十
一
条
の
十
三
第
一
項
の
課

税
標
準
の
分
割
に
関
す
る
明
細
書
）

第
二
十
二

号
の
二
様

式

（
十
一
）
　
均
等
割
申
告
書
（
法
第
三
百
二
十

一
条
の
八
第
三
十
一
項
の
市
町
村
民
税
の
申

告
書
）

第
二
十
二

号
の
三
様

式

２
　
市
町
村
内
に
恒
久
的
施
設
を
有
す
る
外
国
法
人
（
法

第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
外
国

法
人
を
い
う
。
）
の
第
二
十
号
様
式
別
表
一
の
二
及
び

同
様
式
別
表
二
の
五
、
第
二
十
号
の
五
様
式
並
び
に
第

二
十
二
号
の
二
様
式
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
法
人
税
法

第
百
四
十
一
条
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
国
内
源
泉
所
得
に

対
す
る
法
人
税
額
及
び
同
号
ロ
に
掲
げ
る
国
内
源
泉
所

得
に
対
す
る
法
人
税
額
の
計
算
の
別
を
明
ら
か
に
す
る

も
の
と
す
る
。

３
　
法
第
三
百
十
七
条
の
六
第
五
項
第
一
号
及
び
第
六
項

第
一
号
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
、
同
条
第
七
項
に
規

定
す
る
記
載
事
項
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
記
載
事

項
」
と
い
う
。
）
を
提
供
す
る
場
合
に
は
、
機
構
の
使

用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記

載
事
項
を
、
法
第
三
百
十
七
条
の
六
第
五
項
に
規
定
す

る
給
与
支
払
報
告
書
記
載
事
項
の
提
供
を
す
る
者
又
は

同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
支
払
報
告
書
記

載
事
項
の
提
供
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機

か
ら
入
力
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

４
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
記
載
事
項
の
提
供
を
行
う
者

は
、
当
該
記
載
事
項
に
電
子
署
名
（
当
該
提
供
を
行
う

者
が
法
人
で
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
法
人
の
代
表

者
が
あ
ら
か
じ
め
機
構
を
通
じ
て
市
町
村
の
長
に
記
載

事
項
の
提
供
の
委
任
に
関
す
る
届
出
を
行
つ
た
場
合
に

は
、
当
該
委
任
を
受
け
た
者
（
当
該
法
人
の
役
員
及
び

職
員
に
限
る
。
）
の
電
子
署
名
を
含
む
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
い
、
当
該
電
子
署
名
を
行
つ

た
者
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
証
す
る
電
子

証
明
書
と
併
せ
て
こ
れ
を
送
信
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

５
　
第
三
項
に
規
定
す
る
記
載
事
項
の
提
供
は
、
情
報
通

信
の
技
術
の
利
用
に
お
け
る
安
全
性
及
び
信
頼
性
を
確

保
す
る
た
め
に
必
要
な
基
準
と
し
て
総
務
大
臣
が
定
め

る
基
準
に
従
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

６
　
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
申
請

等
（
総
務
大
臣
が
定
め
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
者
は
、
第
三
項
及
び
第
二

十
四
条
の
三
十
九
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
認
定
特
定

電
子
計
算
機
（
機
構
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
申

請
等
を
行
う
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
で
あ
つ
て

総
務
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
に
つ
き
機
構
の
認
定
を
受
け
た
も
の
を
い
う
。
）
に

備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
（
以
下
こ
の
項
か
ら
第
八
項
ま

で
に
お
い
て
「
特
定
フ
ァ
イ
ル
」
と
い
う
。
）
に
当
該

申
請
等
に
必
要
な
情
報
（
以
下
こ
の
項
か
ら
第
八
項
ま

で
に
お
い
て
「
申
請
等
情
報
」
と
い
う
。
）
を
記
録
し
、

か
つ
、
機
構
に
対
し
て
、
当
該
特
定
フ
ァ
イ
ル
に
記
録

さ
れ
た
当
該
申
請
等
情
報
を
閲
覧
し
、
及
び
機
構
の
使

用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記

録
す
る
権
限
を
付
与
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
申
請
等

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該

申
請
等
に
つ
い
て
は
、
当
該
特
定
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
申

請
等
情
報
が
記
録
さ
れ
た
時
又
は
当
該
権
限
が
付
与
さ

れ
た
時
の
い
ず
れ
か
遅
い
時
に
、
機
構
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
申
請
等

情
報
が
記
録
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
法
第
三
百
十
七
条

の
六
及
び
第
七
百
四
十
七
条
の
二
の
規
定
を
適
用
す

る
。

７
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
フ
ァ
イ
ル
に
申
請
等
情
報

を
記
録
す
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
記
録
に
関
す
る
フ
ァ

イ
ル
形
式
に
つ
い
て
は
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
。

８
　
第
六
項
の
申
請
等
を
行
う
者
は
、
特
定
フ
ァ
イ
ル
に

記
録
し
た
申
請
等
情
報
の
電
磁
的
記
録
を
同
項
の
権
限
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を
付
与
し
た
状
態
で
総
務
大
臣
が
定
め
る
期
間
保
存
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９
　
第
六
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
当
該
認
定

に
係
る
電
子
計
算
機
を
管
理
す
る
者
に
限
る
。
第
十
五

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
機
構

に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
氏
名
（
法
人

に
あ
つ
て
は
、
名
称
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
、
住
所
又
は
居
所
及
び
法
人
番
号
（
行
政
手
続

に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の

利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
十
五
項
に
規
定
す

る
法
人
番
号
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
十
七
項

第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
法
人
番
号
を
有
し
な
い

者
に
あ
つ
て
は
、
氏
名
及
び
住
所
又
は
居
所
。
同
号

に
お
い
て
同
じ
。
）

二
　
当
該
認
定
に
係
る
電
子
計
算
機
の
名
称

三
　
当
該
認
定
に
係
る
電
子
計
算
機
が
第
六
項
の
総
務

大
臣
の
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
を
証
す
る

事
項

四
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

10
　
機
構
は
、
前
項
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
遅
滞

な
く
、
こ
れ
を
審
査
し
、
当
該
申
請
に
係
る
電
子
計
算

機
に
つ
い
て
第
六
項
の
認
定
を
し
、
又
は
当
該
申
請
に

係
る
電
子
計
算
機
が
同
項
の
総
務
大
臣
の
定
め
る
基
準

に
適
合
し
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
申
請
を
却
下

す
る
。

11
　
機
構
は
、
第
六
項
の
認
定
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、

同
項
の
申
請
等
を
行
う
者
の
利
便
性
の
向
上
に
資
す
る

と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
認
定
を
し
た
電
子
計
算
機

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
認
定
電
子
計
算
機
」
と
い

う
。
）
に
つ
い
て
当
該
認
定
を
受
け
た
者
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
認
定
事
業
者
」
と
い
う
。
）
の
氏
名
及

び
住
所
又
は
居
所
、
当
該
認
定
電
子
計
算
機
の
名
称
並

び
に
当
該
認
定
の
日
の
公
表
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

12
　
認
定
事
業
者
は
、
第
九
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変

更
が
生
ず
る
こ
と
と
な
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ

の
旨
を
機
構
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

13
　
機
構
は
、
前
項
の
届
出
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、

第
十
一
項
の
公
表
を
し
て
い
る
事
項
に
変
更
が
生
じ
た

と
き
は
、
そ
の
旨
、
当
該
届
出
に
よ
る
変
更
後
の
認
定

事
業
者
の
氏
名
及
び
住
所
又
は
居
所
、
そ
の
変
更
後
の

認
定
電
子
計
算
機
の
名
称
並
び
に
そ
の
変
更
の
日
の
公

表
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

14
　
機
構
は
、
第
六
項
の
認
定
を
し
た
後
、
認
定
電
子
計

算
機
が
同
項
の
総
務
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
適
合
し
な

く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
認
定
を
取
り
消
す

こ
と
が
で
き
る
。

15
　
機
構
は
、
第
十
項
又
は
前
項
の
処
分
を
す
る
と
き

は
、
第
六
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
認
定

事
業
者
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知
す
る
。

16
　
機
構
は
、
第
十
四
項
の
処
分
を
し
た
場
合
（
第
六
項

の
認
定
に
つ
き
第
十
一
項
の
公
表
を
し
て
い
る
場
合
に

限
る
。
）
に
は
、
そ
の
旨
、
認
定
事
業
者
で
あ
つ
た
者

の
氏
名
及
び
住
所
又
は
居
所
、
当
該
処
分
に
係
る
認
定

電
子
計
算
機
の
名
称
並
び
に
当
該
処
分
の
日
の
公
表
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

17
　
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
申
請
等
を

行
お
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
あ
ら
か
じ

め
機
構
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
申
請
等
を
行
お
う
と
す
る
者
の
氏
名
、
住
所

又
は
居
所
及
び
法
人
番
号

二
　
当
該
申
請
等
に
係
る
認
定
電
子
計
算
機
の
名
称

三
　
当
該
申
請
等
に
係
る
認
定
電
子
計
算
機
に
つ
い
て

認
定
事
業
者
の
氏
名
及
び
住
所
又
は
居
所

四
　
当
該
申
請
等
の
種
別

五
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

18
　
前
項
の
届
出
を
し
た
者
は
、
同
項
第
二
号
か
ら
第
五

号
ま
で
の
届
出
事
項
に
変
更
が
生
ず
る
こ
と
と
な
つ
た

と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
機
構
に
届
け
出
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

19
　
法
第
三
百
十
七
条
の
六
第
五
項
第
二
号
又
は
第
六
項

第
二
号
の
規
定
に
よ
る
記
載
事
項
の
記
録
に
関
す
る
技

術
基
準
に
つ
い
て
は
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
。

20
　
法
第
三
百
十
七
条
の
六
第
五
項
第
二
号
に
規
定
す
る

総
務
省
令
で
定
め
る
記
録
用
の
媒
体
は
、
光
デ
ィ
ス
ク

又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
と
す
る
。

21
　
法
第
三
百
十
七
条
の
六
第
六
項
第
三
号
に
規
定
す
る

総
務
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す

る
方
法
と
す
る
。

22
　
法
人
（
法
第
二
百
九
十
四
条
第
八
項
に
お
い
て
法
人

と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
第
十
条
の
二
の
六
に
お

い
て
同
じ
。
）
が
市
町
村
民
税
に
係
る
地
方
団
体
の
徴

収
金
を
納
付
す
る
と
き
（
口
座
振
替
の
方
法
又
は
法
第

七
百
四
十
七
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り

納
付
す
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
当
該
地
方
団
体
の
徴

収
金
に
第
二
十
二
号
の
四
様
式
に
よ
る
納
付
書
（
当
該

様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
や
む
を
得
な
い
事
情
が

あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
総
務
大
臣
が
別
の
様

式
を
定
め
た
と
き
は
、
当
該
様
式
に
よ
る
納
付
書
）

（
当
該
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的

記
録
を
含
む
。
）
を
添
え
て
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
法
人
の
都
民
税
に
係
る
申
告
書
等
の
様
式
）

第
十
条
の
二
　
法
第
七
百
三
十
四
条
第
二
項
（
第
二
号
に

係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
都
が
そ
の
特
別

区
の
存
す
る
区
域
内
に
お
い
て
法
人
に
対
し
て
課
す
る

都
民
税
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
申
告
書
等
の
様
式
は
、

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の

と
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
に
掲
げ
る
様
式
に
よ
る
こ
と

が
で
き
な
い
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
場

合
に
は
、
総
務
大
臣
は
、
別
に
こ
れ
を
定
め
る
こ
と
が

で
き
る
。

申
告
書
等
の
種
類

様
式

（
一
）
　
確
定
申
告
書
及
び
中
間
申
告
書
並
び

に
こ
れ
ら
に
係
る
修
正
申
告
書
（
法
第
七
百

三
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
さ
れ

る
法
第
三
百
二
十
一
条
の
八
第
一
項
の
申
告

書
及
び
こ
れ
に
係
る
同
条
第
三
十
四
項
の
申

告
書
）

第

六

号

様

式

、

第

六

号

様

式

（
そ
の
２
）

又

は

第

六

号

様

式

（
そ
の
３
）

（
別
表
一
か

ら

別

表

四

の
三
ま
で
）

（
二
）
　
退
職
年
金
等
積
立
金
に
係
る
確
定
申

告
書
及
び
こ
れ
に
係
る
修
正
申
告
書
（
法
人

税
法
第
八
十
九
条
（
同
法
第
百
四
十
五
条
の

五
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
よ
つ
て
申
告
書
を
提
出
す
る
義
務
が

あ
る
法
人
に
係
る
法
第
七
百
三
十
四
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
法
第
三
百
二

十
一
条
の
八
第
一
項
の
申
告
書
及
び
こ
れ
に

係
る
同
条
第
三
十
四
項
の
申
告
書
）

第

六

号

の

二
様
式

（
三
）
　
予
定
申
告
書
及
び
こ
れ
に
係
る
修
正

申
告
書
（
法
第
七
百
三
十
四
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
法
第
三
百
二
十
一
条

の
八
第
一
項
及
び
第
二
項
の
申
告
書
並
び
に

こ
れ
ら
に
係
る
同
条
第
三
十
四
項
の
申
告

書
）

第

六

号

の

三

様

式

、

第

六

号

の

三

様

式

（
そ
の
２
）

又

は

第

六

号

の

三

様

式

（

そ

の

３
）
（
第
六

号

様

式

別

表
四
の
三
）

（
四
）
　
外
国
関
係
会
社
に
係
る
控
除
対
象
所

得
税
額
等
相
当
額
及
び
個
別
控
除
対
象
所
得

税
額
等
相
当
額
の
控
除
に
関
す
る
明
細
書

（
政
令
第
五
十
七
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
準

用
さ
れ
る
政
令
第
四
十
八
条
の
十
二
の
二
第

二
項
及
び
第
四
十
八
条
の
十
二
の
三
第
二
項

の
書
類
）

第

七

号

様

式

（
五
）
　
外
国
の
法
人
税
等
の
額
の
控
除
に
関

す
る
明
細
書
（
政
令
第
五
十
七
条
の
二
の
規

定
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
政
令
第
四
十
八
条
の

十
三
第
三
十
項
並
び
に
第
四
十
八
条
の
十
三

の
二
第
四
項
及
び
第
五
項
の
書
類
）

第

七

号

の

二

様

式

及

び

第

二

十

号

の

四

様

式
別
表
二

（
六
）
　
課
税
標
準
の
分
割
に
関
す
る
明
細
書

（
法
第
七
百
三
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
準
用
さ
れ
る
法
第
三
百
二
十
一
条
の
十
三

第
一
項
の
課
税
標
準
の
分
割
に
関
す
る
明
細

書
）

第

十

号

様

式

（
七
）
　
均
等
割
申
告
書
（
法
第
七
百
三
十
四

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
法
第

三
百
二
十
一
条
の
八
第
三
十
一
項
の
申
告

書
）

第

十

一

号

様
式

２
　
特
別
区
の
存
す
る
区
域
内
に
恒
久
的
施
設
を
有
す
る

外
国
法
人
（
法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
三
号
ロ
及
び
第

二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
外
国
法

人
を
い
う
。
）
の
第
六
号
様
式
別
表
一
の
二
及
び
同
様

式
別
表
二
の
五
、
第
七
号
の
三
様
式
並
び
に
第
十
号
様

式
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
法
人
税
法
第
百
四
十
一
条
第

一
号
イ
に
掲
げ
る
国
内
源
泉
所
得
に
対
す
る
法
人
税
額

及
び
同
号
ロ
に
掲
げ
る
国
内
源
泉
所
得
に
対
す
る
法
人

税
額
の
計
算
の
別
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
特
別
区
の
存
す
る
区
域
内
に
事
務
所
、
事
業
所
又
は

寮
等
を
有
す
る
法
人
が
都
民
税
に
係
る
地
方
団
体
の
徴

収
金
を
納
付
す
る
と
き
（
口
座
振
替
の
方
法
又
は
法
第

七
百
四
十
七
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り

納
付
す
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
第
一
条
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
当
該
地
方
団
体
の
徴
収
金
に
第
十
二
号
の

二
様
式
に
よ
る
納
付
書
（
当
該
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で

き
な
い
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、

総
務
大
臣
が
別
の
様
式
を
定
め
た
と
き
は
、
当
該
様
式

に
よ
る
納
付
書
）
（
当
該
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
を

記
録
し
た
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
）
を
添
え
て
納
付
す

る
も
の
と
す
る
。

（
納
期
の
特
例
に
関
す
る
承
認
の
申
請
書
）

第
十
条
の
二
の
二
　
政
令
第
四
十
八
条
の
九
の
十
第
一
項

（
政
令
第
四
十
八
条
の
十
七
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す

る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と

す
る
。

一
　
政
令
第
四
十
八
条
の
九
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る

申
請
書
を
提
出
す
る
者
の
氏
名
及
び
住
所
若
し
く
は

居
所
又
は
名
称
、
本
店
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
及
び
法
人
番
号

二
　
法
第
三
百
二
十
一
条
の
五
の
二
第
一
項
（
法
第
三

百
二
十
八
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
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を
含
む
。
）
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
同
項
に
規

定
す
る
事
務
所
等
に
係
る
給
与
の
支
払
を
受
け
る
者

の
数
（
臨
時
に
雇
用
し
て
い
る
者
が
あ
る
場
合
に

は
、
給
与
の
支
払
を
受
け
る
者
の
数
及
び
臨
時
に
雇

用
し
て
い
る
者
の
数
）

三
　
当
該
市
町
村
に
係
る
地
方
団
体
の
徴
収
金
の
滞
納

又
は

近
に
お
け
る
著
し
い
納
付
若
し
く
は
納
入
の

遅
延
の
事
実
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
れ
が
や
む

を
得
な
い
事
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の

事
由

四
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

（
租
税
条
約
に
基
づ
く
申
立
て
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お

け
る
個
人
の
市
町
村
民
税
の
徴
収
猶
予
の
申
請
書
類
）

第
十
条
の
二
の
三
　
政
令
第
四
十
八
条
の
九
の
十
九
第
三

項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
様
式
は
、
第
十
九
号
様
式

と
す
る
。

２
　
政
令
第
四
十
八
条
の
九
の
十
九
第
三
項
に
規
定
す
る

総
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す

る
。

一
　
法
第
三
百
二
十
一
条
の
七
の
十
三
第
一
項
の
申
立

て
を
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

二
　
法
第
三
百
二
十
一
条
の
七
の
十
三
第
一
項
に
規
定

す
る
市
町
村
民
税
額
が
、
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十

条
の
三
の
三
第
二
十
二
項
第
一
号
（
同
法
第
四
十
一

条
の
十
九
の
五
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
に
掲
げ
る
更
正
決
定
に
係
る
所
得
税
の

額
の
計
算
の
基
礎
と
な
つ
た
所
得
に
基
づ
き
課
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
こ
と
及
び
前
号
の
申
立
て
に
係
る
条

約
相
手
国
等
（
法
第
三
百
二
十
一
条
の
七
の
十
三
第

一
項
に
規
定
す
る
条
約
相
手
国
等
を
い
う
。
）
と
の

間
の
相
互
協
議
（
同
項
に
規
定
す
る
相
互
協
議
を
い

う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
対
象
で
あ
る
こ
と

を
明
ら
か
に
す
る
書
類

三
　
政
令
第
四
十
八
条
の
九
の
十
九
第
三
項
第
四
号
に

規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
に
は
、
供
託
書
の

正
本
、
抵
当
権
を
設
定
す
る
た
め
に
必
要
な
書
類
、

保
証
人
の
保
証
を
証
す
る
書
面
そ
の
他
の
担
保
の
提

供
に
関
す
る
書
類

（
法
第
三
百
二
十
一
条
の
七
の
十
四
に
規
定
す
る
国
税

庁
長
官
の
通
知
）

第
十
条
の
二
の
四
　
法
第
三
百
二
十
一
条
の
七
の
十
四
第

一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に

掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
租
税
条
約
（
法
第
三
百
二
十
一
条
の
七
の
十
三
第

一
項
に
規
定
す
る
租
税
条
約
を
い
う
。
次
項
第
一
号

及
び
第
三
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す

る
申
立
て
を
し
た
市
町
村
民
税
の
納
税
義
務
者
の
氏

名
、
住
所
及
び
個
人
番
号

二
　
前
号
の
申
立
て
が
行
わ
れ
た
日

三
　
第
一
号
の
申
立
て
に
係
る
所
得
税
の
額
の
計
算
の

基
礎
と
な
つ
た
所
得
（
法
第
三
百
二
十
一
条
の
七
の

十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
所
得
税
の
額
の
計
算
の
基

礎
と
な
つ
た
所
得
を
い
う
。
）
の
年
分

四
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

２
　
法
第
三
百
二
十
一
条
の
七
の
十
四
第
二
項
に
規
定
す

る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と

す
る
。

一
　
租
税
条
約
に
規
定
す
る
申
立
て
を
し
た
市
町
村
民

税
の
納
税
義
務
者
の
氏
名
、
住
所
及
び
個
人
番
号

二
　
前
号
の
申
立
て
に
係
る
相
互
協
議
に
お
い
て
政
令

第
四
十
八
条
の
九
の
十
九
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
場

合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日

三
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

３
　
法
第
三
百
二
十
一
条
の
七
の
十
四
第
三
項
に
規
定
す

る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と

す
る
。

一
　
租
税
条
約
に
規
定
す
る
申
立
て
を
し
た
市
町
村
民

税
の
納
税
義
務
者
の
氏
名
、
住
所
及
び
個
人
番
号

二
　
前
号
の
申
立
て
に
係
る
相
互
協
議
に
お
い
て
法
第

三
百
二
十
一
条
の
七
の
十
三
第
一
項
に
規
定
す
る
合

意
が
行
わ
れ
た
日

三
　
前
号
の
合
意
に
基
づ
く
所
得
税
の
額
の
計
算
の
基

礎
と
な
つ
た
所
得
（
法
第
三
百
二
十
一
条
の
七
の
十

四
第
三
項
に
規
定
す
る
所
得
税
の
額
の
計
算
の
基
礎

と
な
つ
た
所
得
を
い
う
。
）
の
年
分

四
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

（
納
期
の
特
例
の
要
件
を
欠
い
た
場
合
の
届
出
書
の
記

載
事
項
）

第
十
条
の
二
の
五
　
政
令
第
四
十
八
条
の
九
の
十
一
（
政

令
第
四
十
八
条
の
十
七
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
総

務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す

る
。

一
　
政
令
第
四
十
八
条
の
九
の
十
一
に
規
定
す
る
届
出

書
を
提
出
す
る
者
の
氏
名
及
び
住
所
若
し
く
は
居
所

又
は
名
称
、
本
店
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在

地
及
び
法
人
番
号

二
　
前
号
の
届
出
書
に
係
る
事
務
所
等
の
所
在
地

三
　
給
与
の
支
払
を
受
け
る
者
が
常
時
十
人
未
満
で
な

く
な
つ
た
事
実

四
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

（
政
令
第
四
十
八
条
の
十
二
の
二
第
一
項
の
割
合
等
）

第
十
条
の
二
の
六
　
政
令
第
四
十
八
条
の
十
二
の
二
第
一

項
、
第
四
十
八
条
の
十
二
の
三
第
一
項
、
第
四
十
八
条

の
十
三
第
七
項
及
び
第
二
十
九
項
並
び
に
第
四
十
八
条

の
十
三
の
二
第
二
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
第
一
号
イ
及
び
第
二
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
割
合
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
法
人
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

定
め
る
割
合
と
す
る
。

一
　
次
号
に
掲
げ
る
法
人
以
外
の
法
人
　
次
に
掲
げ
る

場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
割
合

イ
　
政
令
第
四
十
八
条
の
十
二
の
二
第
一
項
、
第
四

十
八
条
の
十
二
の
三
第
一
項
、
第
四
十
八
条
の
十

三
第
七
項
及
び
第
二
十
九
項
並
び
に
第
四
十
八
条

の
十
三
の
二
第
二
項
の
関
係
市
町
村
に
係
る
場
合

（
ロ
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
　
当
該
関
係
市

町
村
が
課
す
る
市
町
村
民
税
の
法
人
税
割
の
税
率

に
相
当
す
る
割
合

ロ
　
特
別
区
の
存
す
る
区
域
に
お
い
て
都
民
税
の
法

人
税
割
を
課
す
る
都
に
係
る
場
合
　
当
該
都
が
課

す
る
都
民
税
の
法
人
税
割
の
税
率
に
相
当
す
る
割

合
か
ら
第
三
条
の
二
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
割
合

を
控
除
し
た
割
合

二
　
二
以
上
の
市
町
村
に
お
い
て
事
務
所
又
は
事
業
所

を
有
す
る
法
人
で
特
別
区
の
存
す
る
区
域
に
お
い
て

事
務
所
又
は
事
業
所
を
有
し
な
い
も
の
　
政
令
第
四

十
八
条
の
十
二
の
二
第
一
項
、
第
四
十
八
条
の
十
二

の
三
第
一
項
、
第
四
十
八
条
の
十
三
第
七
項
及
び
第

二
十
九
項
並
び
に
第
四
十
八
条
の
十
三
の
二
第
二
項

の
関
係
市
町
村
が
課
す
る
市
町
村
民
税
の
法
人
税
割

の
税
率
に
相
当
す
る
割
合

２
　
政
令
第
四
十
八
条
の
十
三
第
十
六
項
に
規
定
す
る
総

務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す

る
。

一
　
政
令
第
四
十
八
条
の
十
三
第
九
項
の
規
定
の
適
用

を
受
け
よ
う
と
す
る
内
国
法
人
（
同
条
第
三
項
に
規

定
す
る
内
国
法
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

同
じ
。
）
又
は
外
国
法
人
（
同
条
第
九
項
に
規
定
す

る
外
国
法
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
名
称
、
事
務
所
又
は
事
業
所
所
在
地
（
二

以
上
の
市
町
村
に
お
い
て
事
務
所
又
は
事
業
所
を
有

す
る
内
国
法
人
又
は
外
国
法
人
に
あ
つ
て
は
、
当
該

内
国
法
人
又
は
外
国
法
人
の
主
た
る
事
務
所
又
は
事

業
所
所
在
地
）
及
び
法
人
番
号
並
び
に
代
表
者
の

氏
名

二
　
適
格
分
割
等
（
政
令
第
四
十
八
条
の
十
三
第
九
項

に
規
定
す
る
適
格
分
割
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
分
割
法
人
等
（
同
項
に
規

定
す
る
分
割
法
人
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次

項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
名
称
、
事
務
所
又

は
事
業
所
所
在
地
（
二
以
上
の
市
町
村
に
お
い
て
事

務
所
又
は
事
業
所
を
有
す
る
分
割
法
人
等
に
あ
つ
て

は
、
当
該
分
割
法
人
等
の
主
た
る
事
務
所
又
は
事
業

所
所
在
地
。
次
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び

法
人
番
号
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

三
　
適
格
分
割
等
の
日

四
　
政
令
第
四
十
八
条
の
十
三
第
九
項
（
同
項
第
二
号

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
内

国
法
人
又
は
外
国
法
人
の
同
条
第
十
一
項
各
号
に
定

め
る
事
業
年
度
の
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
控
除
限

度
超
過
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
控
除
限
度
超

過
額
」
と
い
う
。
）
と
み
な
さ
れ
る
金
額
及
び
当
該

金
額
の
計
算
に
関
す
る
明
細

五
　
政
令
第
四
十
八
条
の
十
三
第
九
項
（
同
項
第
二
号

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
内

国
法
人
又
は
外
国
法
人
の
同
条
第
十
一
項
各
号
に
定

め
る
事
業
年
度
の
市
町
村
民
税
の
控
除
余
裕
額
と
み

な
さ
れ
る
金
額
及
び
当
該
金
額
の
計
算
に
関
す
る

明
細

六
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

３
　
政
令
第
四
十
八
条
の
十
三
第
二
十
六
項
に
規
定
す
る

総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す

る
。

一
　
政
令
第
四
十
八
条
の
十
三
第
二
十
一
項
の
規
定
の

適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
所
得
等
申
告
法
人
（
同
条

第
二
十
項
に
規
定
す
る
所
得
等
申
告
法
人
を
い
う
。

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
名
称
、
事
務
所

又
は
事
業
所
所
在
地
（
二
以
上
の
市
町
村
に
お
い
て

事
務
所
又
は
事
業
所
を
有
す
る
所
得
等
申
告
法
人
に

あ
つ
て
は
、
当
該
所
得
等
申
告
法
人
の
主
た
る
事
務

所
又
は
事
業
所
所
在
地
）
及
び
法
人
番
号
並
び
に
代

表
者
の
氏
名

二
　
適
格
分
割
等
に
係
る
分
割
法
人
等
の
名
称
、
事
務

所
又
は
事
業
所
所
在
地
及
び
法
人
番
号
並
び
に
代
表

者
の
氏
名

三
　
適
格
分
割
等
の
日

四
　
政
令
第
四
十
八
条
の
十
三
第
二
十
一
項
（
同
項
第

二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
同
項

の
所
得
等
申
告
法
人
の
同
条
第
二
十
三
項
各
号
に
定

め
る
事
業
年
度
の
同
条
第
二
十
項
に
規
定
す
る
控
除

未
済
外
国
法
人
税
等
額
（
第
五
項
第
二
号
に
お
い
て

「
控
除
未
済
外
国
法
人
税
等
額
」
と
い
う
。
）
と
み
な

さ
れ
る
金
額
及
び
当
該
金
額
の
計
算
に
関
す
る
明
細

五
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

４
　
前
項
の
規
定
は
、
政
令
第
四
十
八
条
の
十
三
の
二
第

一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
政
令
第
四
十
八
条
の
十
三
第

二
十
六
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
第
一
号

47



中
「
政
令
」
と
あ
る
の
は
「
政
令
第
四
十
八
条
の
十
三

の
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
政
令
」
と
、
同
項
第

四
号
中
「
政
令
」
と
あ
る
の
は
「
政
令
第
四
十
八
条
の

十
三
の
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
政
令
」
と
、

「
控
除
未
済
外
国
法
人
税
等
額
（
第
五
項
第
二
号
に
お

い
て
「
控
除
未
済
外
国
法
人
税
等
額
」
と
い
う
。
）
」
と

あ
る
の
は
「
控
除
未
済
税
額
控
除
不
足
額
相
当
額
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

５
　
政
令
第
四
十
八
条
の
十
三
第
三
十
項
に
規
定
す
る
総

務
省
令
で
定
め
る
金
額
は
、
法
第
三
百
二
十
一
条
の
八

第
三
十
八
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
を
し
よ
う
と
す
る
事

業
年
度
に
お
い
て
課
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
外
国
の

法
人
税
等
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
外
国
の
法
人
税

等
」
と
い
う
。
）
の
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
規
定
に
係
る
部
分
の
金
額
に
つ
い
て
は
、
当

該
各
号
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

一
　
政
令
第
四
十
八
条
の
十
三
第
二
項
又
は
第
八
項
　

控
除
限
度
超
過
額
又
は
国
税
の
控
除
余
裕
額
、
道
府

県
民
税
の
控
除
余
裕
額
若
し
く
は
市
町
村
民
税
の
控

除
余
裕
額
に
係
る
事
業
年
度
の
う
ち

も
古
い
事
業

年
度
以
後
の
各
事
業
年
度
の
国
税
の
控
除
限
度
額
、

道
府
県
民
税
の
控
除
限
度
額
及
び
市
町
村
民
税
の
控

除
限
度
額
の
合
計
額
並
び
に
当
該
各
事
業
年
度
に
お

い
て
課
さ
れ
た
外
国
の
法
人
税
等
の
額

二
　
政
令
第
四
十
八
条
の
十
三
第
二
十
項
　
控
除
未
済

外
国
法
人
税
等
額
に
係
る
事
業
年
度
の
う
ち

も
古

い
事
業
年
度
以
後
の
各
事
業
年
度
に
お
け
る
法
人
税

割
額
の
計
算
上
法
第
三
百
二
十
一
条
の
八
第
三
十
八

項
の
規
定
に
よ
り
控
除
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
外
国
の

法
人
税
等
の
額

６
　
政
令
第
四
十
八
条
の
十
三
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る

総
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す

る
。

一
　
税
額
控
除
不
足
額
相
当
額
（
法
第
三
百
二
十
一
条

の
八
第
四
十
二
項
（
同
条
第
四
十
七
項
及
び
第
四
十

八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の

項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
税
額

控
除
不
足
額
相
当
額
を
い
う
。
次
号
及
び
次
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
控
除
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た

書
類

二
　
税
額
控
除
不
足
額
相
当
額
に
係
る
過
去
適
用
事
業

年
度
（
法
第
三
百
二
十
一
条
の
八
第
四
十
二
項
に
規

定
す
る
過
去
適
用
事
業
年
度
を
い
う
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
過
去
当
初
申
告
税
額
控
除
額

（
同
項
に
規
定
す
る
過
去
当
初
申
告
税
額
控
除
額
を

い
う
。
第
八
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
税

額
控
除
額
（
法
第
三
百
二
十
一
条
の
八
第
三
十
九
項

に
規
定
す
る
税
額
控
除
額
を
い
う
。
次
号
及
び
第
八

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
控
除
に
関
す
る
事
項
を
記

載
し
た
書
類

三
　
対
象
前
各
事
業
年
度
（
法
第
三
百
二
十
一
条
の
八

第
四
十
二
項
に
規
定
す
る
対
象
前
各
事
業
年
度
を
い

う
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
八
項
第
三
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
お
い
て
前
号
の
過
去
適
用
事
業
年
度
に
係

る
税
額
控
除
額
に
つ
き
同
条
第
四
十
二
項
又
は
第
四

十
三
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
当
該

対
象
前
各
事
業
年
度
に
お
け
る
同
条
第
四
十
二
項
の

規
定
に
よ
る
控
除
及
び
同
条
第
四
十
三
項
の
規
定
に

よ
る
加
算
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

７
　
政
令
第
四
十
八
条
の
十
三
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る

総
務
省
令
で
定
め
る
金
額
は
、
次
に
掲
げ
る
金
額
と
す

る
。
た
だ
し
、
同
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
政
令

第
四
十
八
条
の
十
三
第
二
十
項
の
規
定
に
係
る
部
分
の

金
額
に
つ
い
て
は
、
同
項
に
規
定
す
る
控
除
未
済
税
額

控
除
不
足
額
相
当
額
に
係
る
事
業
年
度
の
う
ち

も
古

い
事
業
年
度
以
後
の
各
事
業
年
度
に
お
け
る
法
人
税
割

額
の
計
算
上
法
第
三
百
二
十
一
条
の
八
第
四
十
二
項
の

規
定
に
よ
り
控
除
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
税
額
控
除
不
足

額
相
当
額
と
す
る
。

一
　
法
第
三
百
二
十
一
条
の
八
第
四
十
二
項
の
規
定
に

よ
る
控
除
を
受
け
る
べ
き
金
額
に
係
る
過
去
適
用
事

業
年
度
の
外
国
の
法
人
税
等
の
額

二
　
前
号
の
過
去
適
用
事
業
年
度
に
お
け
る
控
除
限
度

超
過
額
又
は
国
税
の
控
除
余
裕
額
、
道
府
県
民
税
の

控
除
余
裕
額
若
し
く
は
市
町
村
民
税
の
控
除
余
裕
額

に
係
る
事
業
年
度
の
う
ち

も
古
い
事
業
年
度
以
後

の
各
事
業
年
度
の
国
税
の
控
除
限
度
額
、
道
府
県
民

税
の
控
除
限
度
額
及
び
市
町
村
民
税
の
控
除
限
度
額

の
合
計
額
並
び
に
当
該
各
事
業
年
度
に
お
い
て
課
さ

れ
た
外
国
の
法
人
税
等
の
額

８
　
政
令
第
四
十
八
条
の
十
三
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る

総
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す

る
。

一
　
税
額
控
除
超
過
額
相
当
額
（
法
第
三
百
二
十
一
条

の
八
第
四
十
三
項
（
同
条
第
四
十
七
項
及
び
第
四
十

八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
第
一

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
税
額
控
除
超
過

額
相
当
額
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
加

算
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

二
　
税
額
控
除
超
過
額
相
当
額
に
係
る
過
去
適
用
事
業

年
度
の
過
去
当
初
申
告
税
額
控
除
額
及
び
税
額
控
除

額
の
控
除
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

三
　
対
象
前
各
事
業
年
度
に
お
い
て
前
号
の
過
去
適
用

事
業
年
度
に
係
る
税
額
控
除
額
に
つ
き
法
第
三
百
二

十
一
条
の
八
第
四
十
二
項
又
は
第
四
十
三
項
の
規
定

の
適
用
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
対
象
前
各
事
業

年
度
に
お
け
る
同
条
第
四
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
控

除
及
び
同
条
第
四
十
三
項
の
規
定
に
よ
る
加
算
に
関

す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

９
　
政
令
第
四
十
八
条
の
十
三
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る

総
務
省
令
で
定
め
る
金
額
は
、
次
に
掲
げ
る
金
額
と
す

る
。

一
　
法
第
三
百
二
十
一
条
の
八
第
四
十
三
項
の
規
定
に

よ
り
加
算
さ
れ
る
べ
き
金
額
に
係
る
過
去
適
用
事
業

年
度
の
外
国
の
法
人
税
等
の
額

二
　
前
号
の
過
去
適
用
事
業
年
度
に
お
け
る
控
除
限
度

超
過
額
又
は
国
税
の
控
除
余
裕
額
、
道
府
県
民
税
の

控
除
余
裕
額
若
し
く
は
市
町
村
民
税
の
控
除
余
裕
額

に
係
る
事
業
年
度
の
う
ち

も
古
い
事
業
年
度
以
後

の
各
事
業
年
度
の
国
税
の
控
除
限
度
額
、
道
府
県
民

税
の
控
除
限
度
額
及
び
市
町
村
民
税
の
控
除
限
度
額

の
合
計
額
並
び
に
当
該
各
事
業
年
度
に
お
い
て
課
さ

れ
た
外
国
の
法
人
税
等
の
額

（
法
令
の
規
定
に
よ
る
整
理
手
続
に
よ
ら
な
い
負
債
整

理
計
画
の
決
定
等
）

第
十
条
の
二
の
七
　
政
令
第
四
十
八
条
の
十
四
の
五
第
三

号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲

げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
債
権
者
集
会
の
協
議
決
定
で
合
理
的
な
基
準
に
よ

り
債
務
者
の
負
債
整
理
を
定
め
て
い
る
も
の

二
　
行
政
機
関
、
金
融
機
関
そ
の
他
第
三
者
の
あ
つ
せ

ん
に
よ
る
当
事
者
間
の
協
議
に
よ
る
前
号
に
準
ず
る

内
容
の
契
約
の
締
結

２
　
法
第
三
百
二
十
一
条
の
八
第
五
十
七
項
に
規
定
す
る

総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す

る
。

一
　
請
求
を
す
る
法
人
の
名
称
、
主
た
る
事
務
所
又
は

事
業
所
の
所
在
地
及
び
法
人
番
号

二
　
請
求
を
す
る
法
人
の
代
表
者
の
氏
名
及
び
住
所
又

は
居
所

三
　
法
第
三
百
二
十
一
条
の
八
第
五
十
六
項
に
規
定
す

る
事
実
の
生
じ
た
日
及
び
当
該
事
実
の
詳
細

四
　
銀
行
又
は
郵
便
局
に
お
い
て
還
付
を
受
け
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
当
該
銀
行
又
は
郵
便
局
の
名
称
及
び

所
在
地

五
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

（
地
方
税
関
係
手
続
用
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申

告
及
び
地
方
税
関
係
手
続
用
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ

る
申
告
が
困
難
で
あ
る
場
合
の
特
例
）

第
十
条
の
二
の
八
　
法
第
三
百
二
十
一
条
の
八
第
六
十
二

項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
申
告
（
以
下
こ
の
項
か
ら
第

三
項
ま
で
に
お
い
て
「
特
定
申
告
」
と
い
う
。
）
を
行

う
内
国
法
人
は
、
同
条
第
六
十
二
項
に
規
定
す
る
申
告

書
記
載
事
項
又
は
同
項
に
規
定
す
る
添
付
書
類
記
載
事

項
を
、
特
定
申
告
を
行
う
内
国
法
人
の
使
用
に
係
る
電

子
計
算
機
か
ら
入
力
し
て
、
特
定
申
告
を
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
申
告
を
行
う
内
国
法
人

は
、
当
該
特
定
申
告
の
情
報
に
第
二
十
四
条
の
三
十
九

第
五
項
第
一
号
に
規
定
す
る
電
子
署
名
（
当
該
内
国
法

人
の
代
表
者
が
あ
ら
か
じ
め
機
構
を
通
じ
て
市
町
村
長

に
当
該
特
定
申
告
の
提
出
の
委
任
に
関
す
る
届
出
を
行

つ
た
場
合
に
は
、
当
該
委
任
を
受
け
た
者
（
当
該
内
国

法
人
の
役
員
及
び
職
員
に
限
る
。
）
の
も
の
を
含
む
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
電
子
署
名
」
と
い
う
。
）
を

行
い
、
当
該
電
子
署
名
を
行
つ
た
者
を
確
認
す
る
た
め

に
必
要
な
事
項
を
証
す
る
電
子
証
明
書
（
同
条
第
五
項

第
二
号
に
規
定
す
る
電
子
証
明
書
を
い
う
。
）
と
併
せ

て
こ
れ
を
送
信
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
申
告
を
行
う
内
国
法
人

は
、
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
お
け
る
安
全
性
及
び

信
頼
性
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
基
準
と
し
て
総
務

大
臣
が
定
め
る
基
準
に
従
つ
て
特
定
申
告
を
行
う
も
の

と
す
る
。

４
　
法
第
三
百
二
十
一
条
の
八
第
六
十
二
項
た
だ
し
書
に

規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
記
録
用
の
媒
体
は
、
同

項
に
規
定
す
る
添
付
書
類
記
載
事
項
の
法
第
二
百
九
十

八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
記
録
を
記
録
し
た
光

デ
ィ
ス
ク
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
と
す
る
。

５
　
法
第
三
百
二
十
一
条
の
八
第
六
十
六
項
後
段
に
規
定

す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
同
条
第
六
十
二
項

の
内
国
法
人
が
、
法
人
税
法
第
七
十
五
条
の
五
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
同
項
の
申
請
書
を
同
項
に
規
定
す
る
納

税
地
の
所
轄
税
務
署
長
に
提
出
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に

す
る
書
類
と
す
る
。

６
　
法
第
三
百
二
十
一
条
の
八
第
六
十
七
項
に
規
定
す
る

総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す

る
。

一
　
申
請
を
す
る
内
国
法
人
の
名
称
、
事
務
所
、
事
業

所
又
は
寮
等
所
在
の
市
町
村
及
び
法
人
番
号

二
　
代
表
者
の
氏
名

三
　
電
気
通
信
回
線
の
故
障
、
災
害
そ
の
他
の
理
由
に

よ
り
法
第
三
百
二
十
一
条
の
八
第
六
十
六
項
に
規
定

す
る
地
方
税
関
係
手
続
用
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使

用
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
事
情
が
生
じ
た
日

四
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

７
　
法
第
三
百
二
十
一
条
の
八
第
六
十
七
項
に
規
定
す
る

総
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
電
気
通
信
回
線
の
故
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障
、
災
害
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
同
条
第
六
十
六
項
に

規
定
す
る
地
方
税
関
係
手
続
用
電
子
情
報
処
理
組
織
を

使
用
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る

書
類
と
す
る
。

８
　
法
第
三
百
二
十
一
条
の
八
第
七
十
三
項
に
規
定
す
る

総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す

る
。

一
　
届
出
を
す
る
内
国
法
人
の
名
称
、
事
務
所
、
事
業

所
又
は
寮
等
所
在
の
市
町
村
及
び
法
人
番
号

二
　
代
表
者
の
氏
名

三
　
法
第
三
百
二
十
一
条
の
八
第
六
十
六
項
の
承
認
を

受
け
た
日
又
は
そ
の
承
認
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
さ

れ
た
日

四
　
法
第
三
百
二
十
一
条
の
八
第
七
十
三
項
の
規
定
の

適
用
を
や
め
よ
う
と
す
る
理
由

五
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

（
租
税
条
約
に
基
づ
く
申
立
て
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お

け
る
法
人
の
市
町
村
民
税
の
徴
収
猶
予
の
申
請
書
類
）

第
十
条
の
二
の
九
　
政
令
第
四
十
八
条
の
十
五
の
三
第
三

項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
様
式
は
、
第
二
十
二
号
の

二
の
二
様
式
と
す
る
。

２
　
政
令
第
四
十
八
条
の
十
五
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る

総
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す

る
。

一
　
法
第
三
百
二
十
一
条
の
十
一
の
二
第
一
項
の
申
立

て
を
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

二
　
法
第
三
百
二
十
一
条
の
十
一
の
二
第
一
項
に
規
定

す
る
申
告
納
付
す
べ
き
法
人
税
割
額
又
は
更
正
若
し

く
は
決
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
法
人
税
割
額
が
、
租

税
特
別
措
置
法
第
六
十
六
条
の
四
第
二
十
七
項
第
一

号
（
同
法
第
六
十
六
条
の
四
の
三
第
十
四
項
又
は
第

六
十
七
条
の
十
八
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
に
掲
げ
る
更
正
決
定
に
係
る
法
人
税

額
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
及
び
同
法
第
六
十
六

条
の
四
第
二
十
七
項
第
三
号
（
同
法
第
六
十
六
条
の

四
の
三
第
十
四
項
又
は
第
六
十
七
条
の
十
八
第
十
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
掲
げ
る

地
方
法
人
税
に
係
る
更
正
決
定
に
伴
い
変
更
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
こ
と
並
び
に
前
号
の
申
立
て
に
係
る
条

約
相
手
国
等
（
法
第
三
百
二
十
一
条
の
十
一
の
二
第

一
項
に
規
定
す
る
条
約
相
手
国
等
を
い
う
。
）
と
の

間
の
相
互
協
議
（
法
第
三
百
二
十
一
条
の
十
一
の
二

第
一
項
に
規
定
す
る
相
互
協
議
を
い
う
。
）
の
対
象

で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

三
　
政
令
第
四
十
八
条
の
十
五
の
三
第
三
項
第
四
号
に

規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
に
は
、
供
託
書
の

正
本
、
抵
当
権
を
設
定
す
る
た
め
に
必
要
な
書
類
、

保
証
人
の
保
証
を
証
す
る
書
面
そ
の
他
の
担
保
の
提

供
に
関
す
る
書
類

第
十
条
の
二
の
十
　
削
除

（
課
税
標
準
の
分
割
の
基
準
で
あ
る
従
業
者
の
定
義
）

第
十
条
の
二
の
十
一
　
法
第
三
百
二
十
一
条
の
十
三
第
二

項
の
従
業
者
と
は
、
第
三
条
の
五
に
規
定
す
る
従
業
者

を
い
う
。

（
政
令
第
四
十
九
条
の
二
第
二
号
の
固
定
資
産
に
係
る

所
有
者
情
報
を
保
有
す
る
と
思
料
さ
れ
る
者
）

第
十
条
の
二
の
十
二
　
政
令
第
四
十
九
条
の
二
第
二
号
の

固
定
資
産
に
係
る
所
有
者
情
報
を
保
有
す
る
と
思
料
さ

れ
る
者
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
号
及
び
第
七
号

に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
号
か
ら
第
四
号

ま
で
に
掲
げ
る
措
置
に
よ
り
判
明
し
た
者
に
限
る
。

一
　
当
該
固
定
資
産
の
使
用
者
と
思
料
さ
れ
る
者

二
　
当
該
固
定
資
産
に
関
し
所
有
権
以
外
の
権
利
を
有

す
る
者

三
　
当
該
固
定
資
産
が
所
在
す
る
土
地
の
登
記
事
項
証

明
書
の
交
付
の
請
求
及
び
政
令
第
四
十
九
条
の
二
第

一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
措
置
に
よ
り
判
明

し
た
当
該
土
地
に
関
し
所
有
権
そ
の
他
の
権
利
を
有

す
る
者
（
当
該
固
定
資
産
が
土
地
で
あ
る
場
合
に

は
、
当
該
土
地
に
あ
る
物
件
の
登
記
事
項
証
明
書
の

交
付
の
請
求
及
び
同
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に

掲
げ
る
措
置
に
よ
り
判
明
し
た
当
該
物
件
に
関
し
所

有
権
そ
の
他
の
権
利
を
有
す
る
者
）

四
　
当
該
固
定
資
産
が
農
地
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該

農
地
が
記
載
さ
れ
て
い
る
と
思
料
さ
れ
る
農
地
台
帳

を
備
え
る
農
業
委
員
会

五
　
当
該
固
定
資
産
が
森
林
の
土
地
で
あ
る
場
合
に

は
、
当
該
森
林
の
土
地
が
記
載
さ
れ
て
い
る
と
思
料

さ
れ
る
林
地
台
帳
を
備
え
る
市
町
村
の
長

六
　
当
該
固
定
資
産
が
所
有
者
の
探
索
に
つ
い
て
特
別

の
事
情
を
有
す
る
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
定
め
る

土
地
又
は
家
屋
で
あ
る
場
合
に
は
、
総
務
大
臣
が
定

め
る
者

七
　
政
令
第
四
十
九
条
の
二
第
三
号
の
登
記
名
義
人
等

又
は
同
条
第
四
号
の
固
定
資
産
の
所
有
者
と
思
料
さ

れ
る
者
が
合
併
以
外
の
事
由
に
よ
り
解
散
し
た
法
人

で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
法
人
の
清
算
人
又
は
破
産

管
財
人

（
政
令
第
四
十
九
条
の
二
第
三
号
の
登
記
名
義
人
等
が

記
録
さ
れ
て
い
る
と
思
料
さ
れ
る
書
類
等
）

第
十
条
の
二
の
十
三
　
政
令
第
四
十
九
条
の
二
第
三
号
の

登
記
名
義
人
等
が
記
録
さ
れ
て
い
る
と
思
料
さ
れ
る
書

類
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ

る
書
類
と
す
る
。

一
　
当
該
登
記
名
義
人
等
が
日
本
国
籍
を
有
す
る
個
人

で
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
住
民
基
本
台
帳

ロ
　
戸
籍
簿
若
し
く
は
除
籍
簿
又
は
戸
籍
の
附
票

二
　
当
該
登
記
名
義
人
等
が
日
本
国
籍
を
有
し
な
い
個

人
で
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
住
民
基
本
台
帳

ロ
　
登
録
原
票
（
政
令
第
四
十
九
条
の
二
第
三
号
に

規
定
す
る
登
録
原
票
を
い
う
。
次
項
第
二
号
ロ
に

お
い
て
同
じ
。
）

三
　
当
該
登
記
名
義
人
等
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、

次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
法
人
の
登
記
簿
（
当
該
法
人
が
地
方
自
治
法
第

二
百
六
十
条
の
二
第
七
項
に
規
定
す
る
認
可
地
縁

団
体
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
地
方
自
治
法
施

行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
内
務
省
令
第
二
十
九

号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
台
帳
）

ロ
　
当
該
法
人
の
代
表
者
（
政
令
第
四
十
九
条
の
二

第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
措
置
に
よ
り
判
明
し

た
者
に
限
る
。
次
項
第
三
号
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）

が
記
録
さ
れ
て
い
る
と
思
料
さ
れ
る
住
民
基
本
台

帳
及
び
戸
籍
簿
若
し
く
は
除
籍
簿
又
は
戸
籍
の
附

票
（
当
該
法
人
が
合
併
以
外
の
事
由
に
よ
り
解
散

し
た
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
法
人
の
清
算

人
又
は
破
産
管
財
人
（
同
条
第
一
号
か
ら
第
四
号

ま
で
の
措
置
に
よ
り
判
明
し
た
者
に
限
る
。
次
項

第
三
号
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
記
録
さ
れ
て
い

る
と
思
料
さ
れ
る
住
民
基
本
台
帳
及
び
戸
籍
簿
若

し
く
は
除
籍
簿
又
は
戸
籍
の
附
票
）

２
　
政
令
第
四
十
九
条
の
二
第
四
号
の
固
定
資
産
の
所
有

者
と
思
料
さ
れ
る
者
が
記
録
さ
れ
て
い
る
と
思
料
さ
れ

る
書
類
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に

掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一
　
当
該
固
定
資
産
の
所
有
者
と
思
料
さ
れ
る
者
が
日

本
国
籍
を
有
す
る
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
戸
籍
簿

若
し
く
は
除
籍
簿
又
は
戸
籍
の
附
票

二
　
当
該
固
定
資
産
の
所
有
者
と
思
料
さ
れ
る
者
が
日

本
国
籍
を
有
し
な
い
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
次
に

掲
げ
る
書
類

イ
　
住
民
基
本
台
帳

ロ
　
登
録
原
票

三
　
当
該
固
定
資
産
の
所
有
者
と
思
料
さ
れ
る
者
が
法

人
で
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
法
人
の
登
記
簿

ロ
　
当
該
法
人
の
代
表
者
が
記
録
さ
れ
て
い
る
と
思

料
さ
れ
る
住
民
基
本
台
帳
及
び
戸
籍
簿
若
し
く
は

除
籍
簿
又
は
戸
籍
の
附
票
（
当
該
法
人
が
合
併
以

外
の
事
由
に
よ
り
解
散
し
た
法
人
で
あ
る
場
合
に

は
、
当
該
法
人
の
清
算
人
又
は
破
産
管
財
人
が
記

録
さ
れ
て
い
る
と
思
料
さ
れ
る
住
民
基
本
台
帳
及

び
戸
籍
簿
若
し
く
は
除
籍
簿
又
は
戸
籍
の
附
票
）

（
政
令
第
四
十
九
条
の
二
第
五
号
の
固
定
資
産
の
所
有

者
を
特
定
す
る
た
め
の
措
置
）

第
十
条
の
二
の
十
四
　
政
令
第
四
十
九
条
の
二
第
五
号
の

固
定
資
産
の
所
有
者
と
思
料
さ
れ
る
個
人
又
は
官
公
署

に
対
し
て
と
る
所
有
者
を
特
定
す
る
た
め
の
措
置
で
あ

つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

の
い
ず
れ
か
と
す
る
。

一
　
当
該
個
人
（
未
成
年
者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
そ
の
法
定
代
理
人
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
対
す
る
書
面
の
送
付

二
　
当
該
個
人
へ
の
訪
問

三
　
官
公
署
に
対
す
る
書
面
の
送
付
そ
の
他
の
措
置

（
法
第
三
百
四
十
三
条
第
十
項
の
家
屋
の
附
帯
設
備
）

第
十
条
の
二
の
十
五
　
法
第
三
百
四
十
三
条
第
十
項
に
規

定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
木
造
家
屋
に
あ

つ
て
は
外
壁
仕
上
、
内
壁
仕
上
、
床
仕
上
、
天
井
仕

上
、
屋
根
仕
上
又
は
建
具
と
し
、
木
造
家
屋
以
外
の
家

屋
に
あ
つ
て
は
外
周
壁
骨
組
、
間
仕
切
骨
組
、
外
壁
仕

上
、
内
壁
仕
上
、
床
仕
上
、
天
井
仕
上
、
屋
根
仕
上
又

は
建
具
と
す
る
。

（
政
令
第
四
十
九
条
の
四
第
一
項
の
施
設
）

第
十
条
の
三
　
政
令
第
四
十
九
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す

る
総
務
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
取
水
施
設
、
貯
水
施

設
又
は
浄
水
施
設
（
以
下
本
条
に
お
い
て
「
取
水
施
設

等
」
と
い
う
。
）
の
操
作
、
監
視
そ
の
他
の
管
理
の
用

に
供
す
る
施
設
で
当
該
取
水
施
設
等
と
同
一
の
構
内
に

所
在
す
る
も
の
と
す
る
。

（
政
令
第
四
十
九
条
の
五
第
一
項
の
区
域
）

第
十
条
の
四
　
政
令
第
四
十
九
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す

る
総
務
省
令
で
定
め
る
区
域
は
、
つ
く
ば
市
の
区
域
、

つ
く
ば
み
ら
い
市
の
区
域
、
川
口
市
の
区
域
、
さ
い
た

ま
市
の
区
域
、
八
潮
市
の
区
域
、
市
川
市
の
区
域
、
松

戸
市
の
区
域
、
流
山
市
の
区
域
、
船
橋
市
の
区
域
、
八

千
代
市
の
区
域
、
八
王
子
市
の
区
域
、
町
田
市
の
区

域
、
多
摩
市
の
区
域
、
藤
沢
市
の
区
域
、
大
和
市
の
区

域
、
奈
良
市
の
区
域
、
生
駒
市
の
区
域
、
東
大
阪
市
の

区
域
、
豊
中
市
の
区
域
、
吹
田
市
の
区
域
、
堺
市
の
区

域
、
守
口
市
の
区
域
、
門
真
市
の
区
域
、
箕
面
市
の
区

域
、
川
西
市
の
区
域
及
び
三
田
市
の
区
域
（
都
市
計
画

法
第
七
条
第
二
項
の
市
街
化
区
域
に
限
る
。
）
と
す
る
。

２
　
政
令
第
四
十
九
条
の
五
第
四
項
の
表
第
一
号
に
規
定

す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
区
域
は
、
守
口
市
の
区
域
及

び
門
真
市
の
区
域
と
す
る
。
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（
法
第
三
百
四
十
八
条
第
二
項
第
七
号
の
二
の
地
域
等
）

第
十
条
の
五
　
法
第
三
百
四
十
八
条
第
二
項
第
七
号
の
二

に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
地
域
は
、
自
然
公
園

法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
厚
生
省
令
第
四
十
一

号
）
第
九
条
の
二
第
一
号
に
掲
げ
る
第
一
種
特
別
地
域

と
す
る
。

２
　
法
第
三
百
四
十
八
条
第
二
項
第
七
号
の
二
に
規
定
す

る
総
務
省
令
で
定
め
る
土
地
は
、
池
沼
、
山
林
及
び
原

野
と
す
る
。

（
政
令
第
四
十
九
条
の
九
の
家
屋
）

第
十
条
の
六
　
政
令
第
四
十
九
条
の
九
に
規
定
す
る
総
務

省
令
で
定
め
る
家
屋
は
、
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業

務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律

第
百
二
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
又
は
第
六
項
に
規
定

す
る
営
業
の
用
に
供
さ
れ
る
家
屋
と
す
る
。

（
政
令
第
四
十
九
条
の
十
二
第
二
項
第
三
号
の
助
産
施

設
）

第
十
条
の
七
　
政
令
第
四
十
九
条
の
十
二
第
二
項
第
三
号

に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
助
産
施
設
は
、
児
童

福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
三

十
六
条
に
規
定
す
る
助
産
施
設
で
、
児
童
福
祉
法
施
行

規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
第
三
十

七
条
第
二
項
又
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請

又
は
変
更
の
届
出
に
係
る
同
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定

す
る
図
面
に
お
い
て
示
さ
れ
た
分

べ
ん娩

室
、
陣
痛
室
、
新

生
児
室
、
授
乳
室
そ
の
他
助
産
に
必
要
な
施
設
及
び
都

道
府
県
知
事
が
認
可
し
た
定
員
に
係
る
病
室
と
す
る
。

第
十
条
の
七
の
二
　
削
除

（
政
令
第
四
十
九
条
の
十
五
第
一
項
第
六
号
の
総
務
省

令
で
定
め
る
者
等
）

第
十
条
の
七
の
三
　
政
令
第
四
十
九
条
の
十
五
第
一
項
第

六
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
者
は
、
社
会
福

祉
法
第
六
十
八
条
の
二
及
び
第
六
十
九
条
（
そ
れ
ぞ
れ

同
法
第
七
十
四
条
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
に
届
出
を
し
た

者
で
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一
　
宗
教
法
人

二
　
政
令
第
四
十
九
条
の
十
五
第
二
項
第
二
号
に
規
定

す
る
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
都
道
府
県
又
は
指
定
都

市
等
（
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一

項
の
指
定
都
市
又
は
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十

二
第
一
項
の
中
核
市
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
第

三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
委
託
を
受
け
た
も
の

で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都

市
等
の
長
が
証
明
し
た
も
の

三
　
政
令
第
四
十
九
条
の
十
五
第
二
項
第
九
号
に
規
定

す
る
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
都
道
府
県
又
は
市
町
村

か
ら
委
託
を
受
け
た
者

四
　
認
知
症
で
あ
る
老
人
、
身
体
障
害
者
、
知
的
障
害

者
若
し
く
は
精
神
障
害
者
又
は
こ
れ
ら
の
者
、
身
体

障
害
児
若
し
く
は
知
的
障
害
児
の
家
族
そ
の
他
の
関

係
者
に
よ
り
組
織
さ
れ
る
団
体
（
法
人
格
の
な
い
団

体
を
含
む
。
）
で
営
利
を
目
的
と
し
な
い
団
体
で
あ

る
こ
と
に
つ
い
て
都
道
府
県
知
事
が
証
明
し
た
も
の

２
　
政
令
第
四
十
九
条
の
十
五
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す

る
総
務
省
令
で
定
め
る
者
は
、
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る

者
と
す
る
。

３
　
政
令
第
四
十
九
条
の
十
五
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す

る
介
助
犬
訓
練
事
業
及
び
聴
導
犬
訓
練
事
業
の
用
に
供

す
る
固
定
資
産
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
専
ら

こ
れ
ら
の
事
業
の
用
に
供
す
る
こ
と
に
つ
い
て
都
道
府

県
知
事
又
は
指
定
都
市
等
の
長
が
証
明
し
た
施
設
の
用

に
供
す
る
固
定
資
産
と
す
る
。

４
　
政
令
第
四
十
九
条
の
十
五
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す

る
総
務
省
令
で
定
め
る
者
は
、
公
益
社
団
法
人
又
は
公

益
財
団
法
人
と
す
る
。

５
　
政
令
第
四
十
九
条
の
十
五
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す

る
総
務
省
令
で
定
め
る
者
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ

る
者
と
す
る
。

６
　
政
令
第
四
十
九
条
の
十
五
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す

る
総
務
省
令
で
定
め
る
固
定
資
産
は
、
次
に
掲
げ
る
固

定
資
産
と
す
る
。

一
　
社
会
福
祉
法
人
で
、
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法

律
第
二
百
五
号
）
第
三
十
一
条
の
公
的
医
療
機
関
の

開
設
者
（
都
道
府
県
、
市
町
村
、
地
方
公
共
団
体
の

組
合
、
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
、
国
民
健
康
保

険
組
合
、
日
本
赤
十
字
社
及
び
農
業
協
同
組
合
連
合

会
を
除
く
。
）
で
あ
り
、
か
つ
、
社
会
福
祉
法
第
二

条
第
二
項
に
規
定
す
る
第
一
種
社
会
福
祉
事
業
を
行

う
も
の
が
事
業
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産

二
　
社
会
福
祉
法
第
二
条
第
三
項
第
九
号
に
掲
げ
る
事

業
を
実
施
す
る
者
の
前
事
業
年
度
（
当
該
年
度
に
係

る
賦
課
期
日
の
属
す
る
事
業
年
度
（
法
第
七
十
二
条

の
十
三
に
規
定
す
る
事
業
年
度
を
い
う
。
以
下
こ
の

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
前
事
業
年
度
を
い
う
。
次

項
第
二
号
及
び
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
通
じ

た
取
扱
患
者
の
総
延
数
に
対
す
る
生
活
保
護
法
第
十

五
条
若
し
く
は
第
十
六
条
に
規
定
す
る
医
療
扶
助
若

し
く
は
出
産
扶
助
に
係
る
診
療
を
受
け
た
者
又
は
無

料
若
し
く
は
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七

十
号
）
第
七
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ

れ
た
額
及
び
同
法
第
八
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る

基
準
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
同
項
の
費
用
の
額
若
し
く

は
同
法
第
八
十
五
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
基
準

に
よ
り
算
定
さ
れ
た
同
項
の
費
用
の
額
の
合
計
額
の

十
分
の
一
に
相
当
す
る
金
額
以
上
を
減
額
し
た
料
金

に
よ
り
診
療
を
受
け
た
者
の
延
数
の
割
合
（
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
「
無
料
又
は
低
額
診
療
患
者
の
割

合
」
と
い
う
。
）
が
百
分
の
十
以
上
で
あ
る
事
業
の

用
に
供
す
る
固
定
資
産

三
　
無
料
又
は
低
額
診
療
患
者
の
割
合
が
百
分
の
五
以

上
百
分
の
十
未
満
で
あ
る
事
業
の
用
に
供
す
る
固
定

資
産
（
無
料
又
は
低
額
診
療
患
者
の
割
合
か
ら
百
分

の
五
を
減
じ
た
割
合
に
五
を
乗
じ
た
割
合
に
百
分
の

七
十
五
を
加
え
て
得
た
割
合
に
相
当
す
る
部
分
に
限

る
。
）

四
　
無
料
又
は
低
額
診
療
患
者
の
割
合
が
百
分
の
二
以

上
百
分
の
五
未
満
で
あ
る
事
業
の
用
に
供
す
る
固
定

資
産
（
無
料
又
は
低
額
診
療
患
者
の
割
合
か
ら
百
分

の
二
を
減
じ
た
割
合
に
十
五
を
乗
じ
た
割
合
に
百
分

の
三
十
を
加
え
て
得
た
割
合
に
相
当
す
る
部
分
に
限

る
。
）

７
　
政
令
第
四
十
九
条
の
十
五
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す

る
総
務
省
令
で
定
め
る
固
定
資
産
は
、
次
に
掲
げ
る
固

定
資
産
と
す
る
。

一
　
社
会
福
祉
法
人
で
、
医
療
法
第
三
十
一
条
の
公
的

医
療
機
関
の
開
設
者
（
都
道
府
県
、
市
町
村
、
地
方

公
共
団
体
の
組
合
、
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
、

国
民
健
康
保
険
組
合
、
日
本
赤
十
字
社
及
び
農
業
協

同
組
合
連
合
会
を
除
く
。
）
で
あ
り
、
か
つ
、
社
会

福
祉
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
第
一
種
社
会
福

祉
事
業
を
行
う
も
の
が
事
業
の
用
に
供
す
る
固
定

資
産

二
　
社
会
福
祉
法
第
二
条
第
三
項
第
十
号
に
掲
げ
る
事

業
（
無
料
又
は
低
額
な
費
用
で
介
護
保
険
法
第
八
条

第
二
十
八
項
に
規
定
す
る
介
護
老
人
保
健
施
設
を
利

用
さ
せ
る
事
業
に
限
る
。
）
を
実
施
す
る
者
の
前
事

業
年
度
を
通
じ
た
入
所
者
（
介
護
保
険
法
第
四
十
八

条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ

ス
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
介
護
保
健
施
設
サ
ー

ビ
ス
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
者
に
限
る
。
）
の
総
延

数
に
対
す
る
生
活
保
護
法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
に

規
定
す
る
介
護
扶
助
の
う
ち
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る

施
設
介
護
（
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
限
る
。
）

を
受
け
た
者
並
び
に
無
料
又
は
介
護
保
険
法
第
四
十

八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

基
準
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
（
介
護
保
健
施
設
サ
ー

ビ
ス
に
要
し
た
も
の
に
限
る
。
）
の
額
及
び
介
護
保

険
法
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六

号
）
第
七
十
九
条
各
号
に
掲
げ
る
費
用
（
介
護
保
健

施
設
サ
ー
ビ
ス
に
要
し
た
も
の
に
限
る
。
）
の
額
の

合
計
額
の
十
分
の
一
に
相
当
す
る
金
額
以
上
を
減
額

し
た
費
用
に
よ
り
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
を
受
け

た
者
の
延
数
の
割
合
（
次
号
及
び
第
四
号
に
お
い
て

「
無
料
又
は
低
額
利
用
に
係
る
介
護
老
人
保
健
施
設

入
所
者
の
割
合
」
と
い
う
。
）
が
百
分
の
十
以
上
で

あ
る
事
業
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産

三
　
無
料
又
は
低
額
利
用
に
係
る
介
護
老
人
保
健
施
設

入
所
者
の
割
合
が
百
分
の
五
以
上
百
分
の
十
未
満
で

あ
る
事
業
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産
（
無
料
又
は
低

額
利
用
に
係
る
介
護
老
人
保
健
施
設
入
所
者
の
割
合

か
ら
百
分
の
五
を
減
じ
た
割
合
に
五
を
乗
じ
た
割
合

に
百
分
の
七
十
五
を
加
え
て
得
た
割
合
に
相
当
す
る

部
分
に
限
る
。
）

四
　
無
料
又
は
低
額
利
用
に
係
る
介
護
老
人
保
健
施
設

入
所
者
の
割
合
が
百
分
の
二
以
上
百
分
の
五
未
満
で

あ
る
事
業
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産
（
無
料
又
は
低

額
利
用
に
係
る
介
護
老
人
保
健
施
設
入
所
者
の
割
合

か
ら
百
分
の
二
を
減
じ
た
割
合
に
十
五
を
乗
じ
た
割

合
に
百
分
の
三
十
を
加
え
て
得
た
割
合
に
相
当
す
る

部
分
に
限
る
。
）

五
　
社
会
福
祉
法
第
二
条
第
三
項
第
十
号
に
掲
げ
る
事

業
（
無
料
又
は
低
額
な
費
用
で
介
護
保
険
法
第
八
条

第
二
十
九
項
に
規
定
す
る
介
護
医
療
院
を
利
用
さ
せ

る
事
業
に
限
る
。
）
を
実
施
す
る
者
の
前
事
業
年
度

を
通
じ
た
入
所
者
（
介
護
保
険
法
第
四
十
八
条
第
一

項
第
三
号
に
掲
げ
る
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
（
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
「
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
」
と
い

う
。
）
を
受
け
た
者
に
限
る
。
）
の
総
延
数
に
対
す
る

生
活
保
護
法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
介

護
扶
助
の
う
ち
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
施
設
介
護

（
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
に
限
る
。
）
を
受
け
た
者
並

び
に
無
料
又
は
介
護
保
険
法
第
四
十
八
条
第
二
項
に

規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算

定
し
た
費
用
（
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
に
要
し
た
も

の
に
限
る
。
）
の
額
及
び
介
護
保
険
法
施
行
規
則
第

七
十
九
条
各
号
に
掲
げ
る
費
用
（
介
護
医
療
院
サ
ー

ビ
ス
に
要
し
た
も
の
に
限
る
。
）
の
額
の
合
計
額
の

十
分
の
一
に
相
当
す
る
金
額
以
上
を
減
額
し
た
費
用

に
よ
り
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
た
者
の
延
数

の
割
合
（
次
号
及
び
第
七
号
に
お
い
て
「
無
料
又
は

低
額
利
用
に
係
る
介
護
医
療
院
入
所
者
の
割
合
」
と

い
う
。
）
が
百
分
の
十
以
上
で
あ
る
事
業
の
用
に
供

す
る
固
定
資
産

六
　
無
料
又
は
低
額
利
用
に
係
る
介
護
医
療
院
入
所
者

の
割
合
が
百
分
の
五
以
上
百
分
の
十
未
満
で
あ
る
事

業
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産
（
無
料
又
は
低
額
利
用

に
係
る
介
護
医
療
院
入
所
者
の
割
合
か
ら
百
分
の
五
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を
減
じ
た
割
合
に
五
を
乗
じ
た
割
合
に
百
分
の
七
十

五
を
加
え
て
得
た
割
合
に
相
当
す
る
部
分
に
限
る
。
）

七
　
無
料
又
は
低
額
利
用
に
係
る
介
護
医
療
院
入
所
者

の
割
合
が
百
分
の
二
以
上
百
分
の
五
未
満
で
あ
る
事

業
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産
（
無
料
又
は
低
額
利
用

に
係
る
介
護
医
療
院
入
所
者
の
割
合
か
ら
百
分
の
二

を
減
じ
た
割
合
に
十
五
を
乗
じ
た
割
合
に
百
分
の
三

十
を
加
え
て
得
た
割
合
に
相
当
す
る
部
分
に
限
る
。
）

８
　
政
令
第
四
十
九
条
の
十
五
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す

る
小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
の
用
に
供
す
る
固
定

資
産
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
居
室
そ
の
他
こ

れ
に
類
す
る
施
設
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産
と
す
る
。

９
　
政
令
第
四
十
九
条
の
十
五
第
二
項
第
九
号
に
規
定
す

る
総
務
省
令
で
定
め
る
者
は
、
第
一
項
第
三
号
及
び
第

四
号
に
掲
げ
る
者
（
社
会
福
祉
法
第
二
条
第
三
項
第
二

号
に
掲
げ
る
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
に
あ
つ
て

は
、
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
に
限
る
。
）
と
す
る
。

10
　
政
令
第
四
十
九
条
の
十
五
第
二
項
第
九
号
に
規
定
す

る
障
害
児
通
所
支
援
事
業
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産
で

総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
児
童
福
祉
法
第
六
条
の

二
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
児
童
発
達
支
援
、
同
条
第

三
項
に
規
定
す
る
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
及
び
同
条

第
五
項
に
規
定
す
る
保
育
所
等
訪
問
支
援
を
行
う
事
業

の
用
に
供
す
る
固
定
資
産
と
す
る
。

11
　
政
令
第
四
十
九
条
の
十
五
第
二
項
第
九
号
に
規
定
す

る
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
、
子
育
て
短
期
支
援
事

業
、
一
時
預
か
り
事
業
及
び
児
童
育
成
支
援
拠
点
事
業

の
用
に
供
す
る
固
定
資
産
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

は
、
居
室
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
施
設
の
用
に
供
す
る

固
定
資
産
と
す
る
。

12
　
政
令
第
四
十
九
条
の
十
五
第
二
項
第
九
号
に
規
定
す

る
乳
児
家
庭
全
戸
訪
問
事
業
、
養
育
支
援
訪
問
事
業
、

意
見
表
明
等
支
援
事
業
及
び
子
育
て
世
帯
訪
問
支
援
事

業
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も

の
は
、
詰
所
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
施
設
の
用
に
供
す

る
固
定
資
産
と
す
る
。

13
　
政
令
第
四
十
九
条
の
十
五
第
二
項
第
九
号
に
規
定
す

る
病
児
保
育
事
業
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産
で
総
務
省

令
で
定
め
る
も
の
は
、
居
室
、
詰
所
そ
の
他
こ
れ
に
類

す
る
施
設
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産
と
す
る
。

14
　
政
令
第
四
十
九
条
の
十
五
第
二
項
第
九
号
に
規
定
す

る
子
育
て
援
助
活
動
支
援
事
業
の
用
に
供
す
る
固
定
資

産
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
専
ら
児
童
福
祉
法

第
六
条
の
三
第
十
四
項
に
規
定
す
る
連
絡
及
び
調
整
等

の
用
に
供
す
る
固
定
資
産
と
す
る
。

15
　
政
令
第
四
十
九
条
の
十
五
第
二
項
第
九
号
に
規
定
す

る
障
害
児
相
談
支
援
事
業
、
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事

業
、
親
子
再
統
合
支
援
事
業
、
親
子
関
係
形
成
支
援
事

業
、
児
童
の
福
祉
の
増
進
に
つ
い
て
相
談
に
応
ず
る
事

業
、
養
子
縁
組
あ
つ
せ
ん
事
業
、
一
般
相
談
支
援
事

業
、
特
定
相
談
支
援
事
業
、
身
体
障
害
者
の
更
生
相
談

に
応
ず
る
事
業
及
び
知
的
障
害
者
の
更
生
相
談
に
応
ず

る
事
業
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産
で
総
務
省
令
で
定
め

る
も
の
は
、
相
談
室
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
施
設
の
用

に
供
す
る
固
定
資
産
と
す
る
。

16
　
政
令
第
四
十
九
条
の
十
五
第
二
項
第
九
号
に
規
定
す

る
社
会
的
養
護
自
立
支
援
拠
点
事
業
及
び
妊
産
婦
等
生

活
援
助
事
業
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産
で
総
務
省
令
で

定
め
る
も
の
は
、
居
室
、
相
談
室
そ
の
他
こ
れ
に
類
す

る
施
設
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産
と
す
る
。

（
政
令
第
五
十
条
の
施
設
）

第
十
条
の
七
の
四
　
政
令
第
五
十
条
に
規
定
す
る
総
務
省

令
で
定
め
る
施
設
は
、
飲
食
店
、
喫
茶
店
及
び
物
品
販

売
施
設
（
こ
れ
ら
の
施
設
の
う
ち
政
令
第
五
十
条
に
規

定
す
る
施
設
の
利
用
者
の
利
便
に
供
す
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
駐
車
施
設
と
す
る
。

（
政
令
第
五
十
条
の
二
の
二
の
施
設
）

第
十
条
の
七
の
五
　
政
令
第
五
十
条
の
二
の
二
に
規
定
す

る
総
務
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
飲
食
店
、
喫
茶
店
及

び
物
品
販
売
施
設
（
こ
れ
ら
の
施
設
の
う
ち
法
第
三
百

四
十
八
条
第
二
項
第
十
一
号
の
三
に
規
定
す
る
病
院
及

び
診
療
所
の
利
用
者
の
利
便
に
供
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
駐
車
施
設
と
す
る
。

（
政
令
第
五
十
条
の
三
第
一
項
の
施
設
）

第
十
条
の
七
の
六
　
政
令
第
五
十
条
の
三
第
一
項
に
規
定

す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
飲
食
店
、
喫
茶
店

及
び
物
品
販
売
施
設
（
こ
れ
ら
の
施
設
の
う
ち
法
第
三

百
四
十
八
条
第
二
項
第
十
一
号
の
四
に
規
定
す
る
病
院

及
び
診
療
所
の
利
用
者
の
利
便
に
供
す
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
駐
車
施
設
と
す
る
。

（
政
令
第
五
十
条
の
三
の
二
の
施
設
）

第
十
条
の
七
の
七
　
政
令
第
五
十
条
の
三
の
二
に
規
定
す

る
総
務
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
飲
食
店
、
喫
茶
店
及

び
物
品
販
売
施
設
並
び
に
駐
車
施
設
と
す
る
。

（
政
令
第
五
十
一
条
第
二
号
の
施
設
）

第
十
条
の
七
の
八
　
政
令
第
五
十
一
条
第
二
号
に
規
定
す

る
総
務
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
飲
食
店
、
喫
茶
店
及

び
物
品
販
売
施
設
（
こ
れ
ら
の
施
設
の
う
ち
政
令
第
五

十
一
条
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
施
設
の
利
用
者
の
利
便
に

供
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
を
除
く
。
）
並
び
に

駐
車
施
設
と
す
る
。

（
政
令
第
五
十
一
条
の
二
の
二
第
二
号
の
宿
舎
等
）

第
十
条
の
八
　
政
令
第
五
十
一
条
の
二
の
二
第
二
号
に
規

定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
宿
舎
は
、
独
立
行
政
法
人

労
働
者
健
康
安
全
機
構
法
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
の

療
養
施
設
に
係
る
看
護
師
が
使
用
す
る
も
の
と
さ
れ
て

い
る
宿
舎
と
す
る
。

２
　
政
令
第
五
十
一
条
の
二
の
二
第
三
号
に
規
定
す
る
総

務
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
飲
食
店
、
喫
茶
店
及
び
物

品
販
売
施
設
（
こ
れ
ら
の
施
設
の
う
ち
独
立
行
政
法
人

労
働
者
健
康
安
全
機
構
法
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
の

療
養
施
設
及
び
同
項
第
七
号
の
納
骨
堂
の
利
用
者
の
利

便
に
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
を
除
く
。
）
並

び
に
駐
車
施
設
と
す
る
。

（
政
令
第
五
十
一
条
の
二
の
三
第
三
号
の
施
設
）

第
十
条
の
八
の
二
　
政
令
第
五
十
一
条
の
二
の
三
第
三
号

に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
飲
食
店
、

喫
茶
店
及
び
物
品
販
売
施
設
並
び
に
駐
車
施
設
と
す

る
。

（
政
令
第
五
十
一
条
の
三
第
三
号
の
施
設
）

第
十
条
の
九
　
政
令
第
五
十
一
条
の
三
第
三
号
に
規
定
す

る
総
務
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
飲
食
店
、
喫
茶
店
及

び
物
品
販
売
施
設
並
び
に
駐
車
施
設
と
す
る
。

（
政
令
第
五
十
一
条
の
四
第
二
号
の
宿
舎
）

第
十
条
の
十
　
政
令
第
五
十
一
条
の
四
第
二
号
に
規
定
す

る
総
務
省
令
で
定
め
る
宿
舎
は
、
第
七
条
の
五
に
規
定

す
る
宿
舎
と
す
る
。

（
政
令
第
五
十
一
条
の
八
の
基
準
）

第
十
条
の
十
一
　
政
令
第
五
十
一
条
の
八
第
三
号
に
規
定

す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
寮
費
そ
の
他
こ
れ

に
類
す
る
入
居
の
対
価
の
金
額
（
食
費
、
光
熱
水
費
そ

の
他
実
費
徴
収
と
し
て
徴
収
さ
れ
る
べ
き
費
用
に
係
る

金
額
を
除
く
。
）
が
、
一
月
当
た
り
三
万
五
千
円
を
超

え
な
い
こ
と
と
す
る
。

第
十
条
の
十
二
　
削
除

（
政
令
第
五
十
一
条
の
十
四
第
一
号
の
固
定
資
産
）

第
十
条
の
十
三
　
政
令
第
五
十
一
条
の
十
四
第
一
号
に
規

定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
固
定
資
産
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
固
定
資
産
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定

め
る
固
定
資
産
と
す
る
。

一
　
日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団
の
債
務
等
の
処
理
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
三
十
六
号
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
債
務
等
処
理
法
」
と
い
う
。
）

第
十
三
条
第
一
項
第
二
号
の
業
務
の
用
に
供
す
る
固

定
資
産
　
当
該
業
務
の
用
に
供
す
る
土
地
及
び
家
屋

で
使
用
さ
れ
て
い
な
い
も
の
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の

を
除
く
。
）
、
鉄
道
事
業
の
用
に
供
さ
れ
な
く
な
つ
た

車
両
、
軌
条
、
ま
く
ら
木
若
し
く
は
コ
ン
テ
ナ
ー
の

置
場
の
用
に
供
す
る
土
地
又
は
車
両
の
処
分
の
用
に

直
接
供
す
る
固
定
資
産

二
　
債
務
等
処
理
法
第
十
三
条
第
一
項
第
三
号
の
業
務

の
用
に
供
す
る
固
定
資
産
　
同
号
に
規
定
す
る
宅
地

の
造
成
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
施
設
の
整
備
の
用
に

直
接
供
す
る
作
業
用
固
定
資
産

三
　
債
務
等
処
理
法
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
日
本

貨
物
鉄
道
株
式
会
社
に
無
償
で
貸
し
付
け
て
い
る
固

定
資
産
　
貨
物
停
車
場
跡
地
に
存
す
る
詰
所
の
用
に

供
す
る
家
屋

（
政
令
第
五
十
一
条
の
十
五
の
六
の
基
準
）

第
十
条
の
十
三
の
二
　
政
令
第
五
十
一
条
の
十
五
の
六
第

三
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
寮
費

そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
入
居
の
対
価
の
金
額
（
食
費
、

光
熱
水
費
そ
の
他
実
費
徴
収
と
し
て
徴
収
さ
れ
る
べ
き

費
用
に
係
る
金
額
を
除
く
。
）
が
、
一
月
当
た
り
三
万

五
千
円
を
超
え
な
い
こ
と
と
す
る
。

（
政
令
第
五
十
一
条
の
十
五
の
十
一
第
一
項
の
証
明
が

さ
れ
た
も
の
）

第
十
条
の
十
三
の
三
　
政
令
第
五
十
一
条
の
十
五
の
十
一

第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
証
明
が
さ
れ
た
も
の
は
、
同
項
に
規
定
す
る
洪
水
吐

ゲ
ー
ト
等
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
、
国
土
交
通
大
臣

が
総
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
書
類
に
よ
り
同
項
に

規
定
す
る
河
川
管
理
者
の
証
明
が
さ
れ
た
も
の
と
す

る
。

（
政
令
第
五
十
一
条
の
十
六
の
市
街
地
の
区
域
）

第
十
条
の
十
三
の
四
　
政
令
第
五
十
一
条
の
十
六
に
規
定

す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
市
街
地
の
区
域
は
、
東
京
都

の
特
別
区
の
存
す
る
区
域
並
び
に
稲
城
市
の
区
域
、
府

中
市
の
区
域
、
国
分
寺
市
の
区
域
、
小
平
市
の
区
域
、

東
村
山
市
の
区
域
、
所
沢
市
の
区
域
、
さ
い
た
ま
市
の

区
域
、
川
崎
市
の
区
域
、
横
浜
市
の
区
域
及
び
松
戸
市

の
区
域
（
都
市
計
画
法
第
七
条
第
二
項
の
市
街
化
区
域

に
限
る
。
）
と
す
る
。

（
政
令
第
五
十
一
条
の
十
六
の
二
第
三
号
の
土
地
等
）

第
十
条
の
十
三
の
五
　
政
令
第
五
十
一
条
の
十
六
の
二
第

三
号
に
規
定
す
る
土
地
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

は
、
取
水
施
設
、
貯
水
施
設
若
し
く
は
浄
水
施
設
又
は

こ
れ
ら
の
施
設
の
操
作
、
監
視
そ
の
他
の
管
理
の
用
に

供
す
る
施
設
で
当
該
取
水
施
設
、
貯
水
施
設
若
し
く
は

浄
水
施
設
と
同
一
の
構
内
に
所
在
す
る
も
の
（
ダ
ム

（
ダ
ム
と
一
体
と
な
つ
て
そ
の
効
用
を
全
う
す
る
施
設

及
び
工
作
物
を
含
む
。
以
下
本
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

を
除
く
。
以
下
本
項
に
お
い
て
「
取
水
施
設
等
」
と
い

う
。
）
の
用
に
供
す
る
土
地
（
取
水
施
設
等
に
係
る
水

が
当
該
取
水
施
設
等
所
在
の
市
町
村
の
区
域
内
に
お
い

て
供
給
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
取
水
施
設
等
の
用
に

供
す
る
土
地
の
う
ち
当
該
市
町
村
の
区
域
内
に
お
け
る

供
給
に
係
る
部
分
（
当
該
取
水
施
設
等
の
用
に
供
す
る

土
地
の
面
積
に
当
該
市
町
村
の
区
域
内
に
お
い
て
供
給
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さ
れ
る
水
の
量
の
当
該
取
水
施
設
等
に
係
る
水
の
量
に

対
す
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
面
積
に
係
る
も
の
と
し
て

区
分
さ
れ
た
土
地
を
い
う
。
）
を
除
く
。
）
と
す
る
。

２
　
政
令
第
五
十
一
条
の
十
六
の
二
第
三
号
に
規
定
す
る

固
定
資
産
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
水
道
又
は

工
業
用
水
道
の
用
に
供
す
る
ダ
ム
の
用
に
供
す
る
固
定

資
産
（
当
該
ダ
ム
に
よ
り
貯
留
さ
れ
て
い
る
水
が
当
該

ダ
ム
所
在
の
市
町
村
の
区
域
内
に
お
い
て
供
給
さ
れ
る

場
合
に
は
、
当
該
固
定
資
産
の
う
ち
当
該
市
町
村
の
区

域
内
に
お
け
る
供
給
に
係
る
部
分
（
当
該
固
定
資
産
の

価
格
に
当
該
供
給
さ
れ
る
水
の
量
の
当
該
ダ
ム
に
よ
り

水
道
又
は
工
業
用
水
道
に
供
給
さ
れ
て
い
る
水
の
量
に

対
す
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
に
係
る
も
の
と
し
て
区

分
さ
れ
た
固
定
資
産
を
い
う
。
）
を
除
く
。
）
と
す
る
。

（
政
令
第
五
十
一
条
の
十
六
の
四
第
三
号
の
土
地
等
）

第
十
条
の
十
三
の
六
　
政
令
第
五
十
一
条
の
十
六
の
四
第

三
号
に
規
定
す
る
土
地
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

は
、
取
水
施
設
、
貯
水
施
設
若
し
く
は
浄
水
施
設
又
は

こ
れ
ら
の
施
設
の
操
作
、
監
視
そ
の
他
の
管
理
の
用
に

供
す
る
施
設
で
当
該
取
水
施
設
、
貯
水
施
設
若
し
く
は

浄
水
施
設
と
同
一
の
構
内
に
所
在
す
る
も
の
（
ダ
ム

（
ダ
ム
と
一
体
と
な
つ
て
そ
の
効
用
を
全
う
す
る
施
設

及
び
工
作
物
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
除

く
。
以
下
本
項
に
お
い
て
「
取
水
施
設
等
」
と
い
う
。
）

の
用
に
供
す
る
土
地
（
取
水
施
設
等
に
係
る
水
が
当
該

取
水
施
設
等
所
在
の
市
町
村
の
区
域
内
に
お
い
て
供
給

さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
取
水
施
設
等
の
用
に
供
す
る

土
地
の
う
ち
当
該
市
町
村
の
区
域
内
に
お
け
る
供
給
に

係
る
部
分
（
当
該
取
水
施
設
等
の
用
に
供
す
る
土
地
の

面
積
に
当
該
市
町
村
の
区
域
内
に
お
い
て
供
給
さ
れ
る

水
の
量
の
当
該
取
水
施
設
等
に
係
る
水
の
量
に
対
す
る

割
合
を
乗
じ
て
得
た
面
積
に
係
る
も
の
と
し
て
区
分
さ

れ
た
土
地
を
い
う
。
）
を
除
く
。
）
と
す
る
。

２
　
政
令
第
五
十
一
条
の
十
六
の
四
第
三
号
に
規
定
す
る

固
定
資
産
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
水
道
又
は

工
業
用
水
道
の
用
に
供
す
る
ダ
ム
の
用
に
供
す
る
固
定

資
産
（
当
該
ダ
ム
に
よ
り
貯
留
さ
れ
て
い
る
水
が
当
該

ダ
ム
所
在
の
市
町
村
の
区
域
内
に
お
い
て
供
給
さ
れ
る

場
合
に
は
、
当
該
固
定
資
産
の
う
ち
当
該
市
町
村
の
区

域
内
に
お
け
る
供
給
に
係
る
部
分
（
当
該
固
定
資
産
の

価
格
に
当
該
供
給
さ
れ
る
水
の
量
の
当
該
ダ
ム
に
よ
り

水
道
又
は
工
業
用
水
道
に
供
給
さ
れ
て
い
る
水
の
量
に

対
す
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
に
係
る
も
の
と
し
て
区

分
さ
れ
た
固
定
資
産
を
い
う
。
）
を
除
く
。
）
と
す
る
。

（
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
第
一
項
た
だ
し
書
の
線
路

設
備
）

第
十
条
の
十
四
　
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
第
一
項
た
だ

し
書
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
線
路
設
備
は
、

橋
り
よ
う
、
高
架
橋
及
び
土
工
（
線
路
築
堤
及
び
土
留

め
に
限
る
。
）
と
す
る
。

（
政
令
第
五
十
二
条
の
二
第
一
項
の
要
件
）

第
十
条
の
十
五
　
政
令
第
五
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定

す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
株
式
会
社
で
あ
つ

て
、
当
該
株
式
会
社
に
出
資
し
た
同
項
に
規
定
す
る
ガ

ス
事
業
者
が
そ
の
発
行
済
株
式
の
総
数
の
二
分
の
一
以

上
に
相
当
す
る
株
式
を
所
有
し
て
い
る
こ
と
と
す
る
。

（
政
令
第
五
十
二
条
の
二
の
二
第
三
項
の
機
械
及
び
装

置
等
）

第
十
一
条
　
政
令
第
五
十
二
条
の
二
の
二
第
三
項
に
規
定

す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
機
械
及
び
装
置
は
、
集
会
施

設
、
研
修
施
設
、
託
児
施
設
、
生
活
改
善
セ
ン
タ
ー
、

農
作
業
管
理
休
養
施
設
、
農
業
者
等
健
康
増
進
施
設
、

地
域
休
養
施
設
又
は
生
活
安
全
保
護
施
設
に
お
い
て
農

林
漁
業
者
の
共
同
利
用
に
供
す
る
機
械
及
び
装
置
と
す

る
。

２
　
政
令
第
五
十
二
条
の
二
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
総

務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
取
得
価
額

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
機
械
及
び
装
置
の
区
分
に
応

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

一
　
購
入
し
た
機
械
及
び
装
置
　
次
に
掲
げ
る
金
額
の

合
計
額

イ
　
当
該
機
械
及
び
装
置
の
購
入
の
代
価
（
引
取
運

賃
、
荷
役
費
、
運
送
保
険
料
、
購
入
手
数
料
、
関

税
そ
の
他
当
該
機
械
及
び
装
置
の
購
入
の
た
め
に

要
し
た
費
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
費
用
の
額

を
加
算
し
た
金
額
）

ロ
　
当
該
機
械
及
び
装
置
を
事
業
の
用
に
供
す
る
た

め
に
直
接
要
し
た
費
用
の
額

二
　
購
入
以
外
の
方
法
に
よ
り
取
得
し
た
機
械
及
び
装

置
　
次
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額

イ
　
そ
の
取
得
の
時
に
お
け
る
当
該
機
械
及
び
装
置

の
取
得
の
た
め
に
通
常
要
す
る
価
額

ロ
　
当
該
機
械
及
び
装
置
を
事
業
の
用
に
供
す
る
た

め
に
直
接
要
し
た
費
用
の
額

（
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
第
四
項
の
船
舶
）

第
十
一
条
の
二
　
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
第
四
項
に
規

定
す
る
主
と
し
て
遠
洋
区
域
を
航
行
区
域
と
す
る
船
舶

と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
船

舶
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
船
舶
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
総

ト
ン
数
五
百
ト
ン
以
上
の
船
舶
等
」
と
い
う
。
）
で

あ
つ
て
、
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
前
年

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
前
年
」
と
い
う
。
）
中
の

外
航
就
航
日
数
の
全
就
航
日
数
に
対
す
る
割
合
（
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
外
航
就
航
率
」
と
い
う
。
）

が
二
分
の
一
を
超
え
る
も
の

イ
　
総
ト
ン
数
（
船
舶
の
ト
ン
数
の
測
度
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
四
十
号
）
第
五
条

第
一
項
に
規
定
す
る
総
ト
ン
数
を
い
う
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
五
百
ト
ン
以
上
の
船
舶

ロ
　
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七

号
）
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
に

係
る
船
舶
（
次
項
に
お
い
て
「
許
可
に
係
る
船

舶
」
と
い
う
。
）
又
は
漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り

等
に
関
す
る
省
令
第
四
十
条
の
規
定
に
よ
る
届
出

を
し
て
漁
獲
物
を
輸
送
す
る
船
舶
（
第
四
号
及
び

次
項
に
お
い
て
「
運
搬
船
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ

て
総
ト
ン
数
九
十
ト
ン
以
上
五
百
ト
ン
未
満
の

も
の

ハ
　
海
上
運
送
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十

七
号
）
第
十
九
条
の
四
第
二
項
又
は
第
二
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
て
旅
客
を
輸
送
す

る
船
舶
で
あ
つ
て
総
ト
ン
数
百
ト
ン
以
上
五
百
ト

ン
未
満
の
も
の

二
　
前
年
中
の
外
航
就
航
率
が
零
を
超
え
、
二
分
の
一

以
下
で
あ
る
総
ト
ン
数
五
百
ト
ン
以
上
の
船
舶
等
で

あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
も
の

イ
　
前
年
前
四
年
か
ら
前
々
年
ま
で
の
い
ず
れ
か
の

年
に
お
い
て
外
航
就
航
率
が
二
分
の
一
を
超
え
て

い
る
こ
と
。

ロ
　
前
年
中
に
と
ん
税
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第

三
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項
の
外
国
貿
易
船
と
し

て
特
別
と
ん
譲
与
税
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第

七
十
七
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
開
港
に

入
港
し
た
回
数
が
三
以
上
で
あ
る
こ
と
。

三
　
前
年
中
の
外
航
就
航
率
が
零
で
あ
る
総
ト
ン
数
五

百
ト
ン
以
上
の
船
舶
等
で
あ
つ
て
、
前
年
前
四
年
か

ら
前
々
年
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
年
に
お
い
て
外
航
就

航
率
が
二
分
の
一
を
超
え
、
か
つ
、
外
航
就
航
実
績

の
あ
つ
た
年
が
、
前
年
前
四
年
以
前
に
建
造
さ
れ
た

も
の
に
つ
い
て
は
前
年
前
四
年
か
ら
前
々
年
ま
で
に

三
年
以
上
、
前
年
前
三
年
中
及
び
前
年
前
二
年
中
に

建
造
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
二
年
以
上
あ
る
も
の

四
　
前
年
中
に
建
造
さ
れ
た
総
ト
ン
数
五
百
ト
ン
以
上

の
船
舶
等
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ
　
総
ト
ン
数
五
百
ト
ン
以
上
の
船
舶
で
あ
つ
て
、

総
務
大
臣
が
当
該
船
舶
の
構
造
、
資
格
等
か
ら
み

て
主
と
し
て
遠
洋
区
域
を
航
行
区
域
と
す
る
と
認

め
る
も
の

ロ
　
総
ト
ン
数
九
十
ト
ン
以
上
五
百
ト
ン
未
満
の
船

舶
で
あ
つ
て
、
主
と
し
て
漁
業
法
第
三
十
六
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
て
行
う
漁
業
に

従
事
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の

ハ
　
総
ト
ン
数
九
十
ト
ン
以
上
五
百
ト
ン
未
満
の
運

搬
船

ニ
　
総
ト
ン
数
百
ト
ン
以
上
五
百
ト
ン
未
満
の
船
舶

で
あ
つ
て
、
主
と
し
て
海
上
運
送
法
第
十
九
条
の

四
第
二
項
又
は
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

届
出
を
し
て
旅
客
を
輸
送
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ

る
も
の

２
　
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
第
四
項
に
規
定
す
る
外
航

船
舶
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
船
舶

は
、
許
可
に
係
る
船
舶
、
運
搬
船
並
び
に
漁
業
の
許
可

及
び
取
締
り
等
に
関
す
る
省
令
第
四
十
一
条
の
規
定
に

よ
る
届
出
を
し
て
使
用
す
る
火
船
及
び
魚
探
船
で
、
総

ト
ン
数
四
十
五
ト
ン
以
上
九
十
ト
ン
未
満
の
も
の
と
す

る
。

（
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
第
五
項
の
船
舶
）

第
十
一
条
の
三
　
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
第
五
項
に
規

定
す
る
そ
の
他
の
総
務
省
令
で
定
め
る
船
舶
は
、
次
に

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
専
ら
遊
覧
の
用
に
供
す
る
船
舶

二
　
快
遊
船

三
　
遊
漁
船

四
　
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
競
走
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律

第
二
百
四
十
二
号
）
の
規
定
に
よ
る
モ
ー
タ
ー
ボ
ー

ト
競
走
の
用
に
供
す
る
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト

（
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
第
七
項
の
航
空
機
）

第
十
一
条
の
三
の
二
　
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
第
七
項

に
規
定
す
る
国
際
路
線
に
就
航
す
る
航
空
機
の
う
ち
総

務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す

る
年
の
前
年
中
に
お
い
て
国
際
路
線
に
就
航
し
た
時
間

の
全
就
航
時
間
に
対
す
る
割
合
が
百
分
の
八
十
以
上
で

あ
る
航
空
機
と
す
る
。

２
　
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
第
七
項
に
規
定
す
る
国
際

路
線
専
用
機
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
当

該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
前
年
中
に
お
い
て
国
際

路
線
に
の
み
就
航
し
た
航
空
機
と
す
る
。

３
　
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
第
七
項
に
規
定
す
る
国
際

路
線
専
用
機
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め

る
も
の
は
、
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
前
年
中

に
お
い
て
国
際
路
線
に
就
航
し
た
時
間
の
全
就
航
時
間

に
対
す
る
割
合
が
百
分
の
九
十
五
以
上
で
あ
る
航
空
機

（
前
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

（
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
第
八
項
の
路
線
及
び
航
空

機
）

第
十
一
条
の
四
　
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
第
八
項
に
規

定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
路
線
は
、
離
島
振
興
法

（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
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に
そ
の
全
部
若
し
く
は
一
部
が
含
ま
れ
る
離
島
、
奄
美

群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第

百
八
十
九
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
奄
美
群
島
又
は
沖

縄
振
興
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
十
四
号
）

第
三
条
第
三
号
に
規
定
す
る
離
島
に
所
在
す
る
空
港
を

そ
の
起
点
、
寄
航
地
又
は
終
点
と
す
る
路
線
と
す
る
。

２
　
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
第
八
項
に
規
定
す
る
総
務

省
令
で
定
め
る
航
空
機
は
、
そ
の

大
離
陸
重
量
が
七

十
ト
ン
未
満
の
も
の
と
す
る
。

３
　
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
第
八
項
に
規
定
す
る
特
に

地
域
的
な
航
空
運
送
の
用
に
供
す
る
小
型
の
航
空
機
と

し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
そ
の

大
離
陸
重

量
が
三
十
ト
ン
未
満
の
航
空
機
と
す
る
。

（
政
令
第
五
十
二
条
の
三
の
三
の
家
屋
）

第
十
一
条
の
五
　
政
令
第
五
十
二
条
の
三
の
三
に
規
定
す

る
総
務
省
令
で
定
め
る
家
屋
は
、
風
俗
営
業
等
の
規
制

及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三

年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
又
は
第
六
項

に
規
定
す
る
営
業
の
用
に
供
さ
れ
る
家
屋
と
す
る
。

（
政
令
第
五
十
二
条
の
五
の
二
第
一
項
の
鉄
道
施
設
等
）

第
十
一
条
の
六
　
政
令
第
五
十
二
条
の
五
の
二
第
一
項
に

規
定
す
る
鉄
道
施
設
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、

総
務
大
臣
が
定
め
る
路
線
に
係
る
鉄
道
施
設
の
う
ち
、

次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
路
線
の
う
ち
全
国
新
幹
線
鉄
道
整
備
法
（
昭

和
四
十
五
年
法
律
第
七
十
一
号
）
第
二
条
に
規
定
す

る
新
幹
線
鉄
道
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
新
幹
線

鉄
道
」
と
い
う
。
）
の
路
線
以
外
の
路
線
に
係
る
線

路
設
備
、
電
路
設
備
、
停
車
場
、
変
電
所
、
車
庫
、

工
場
、
倉
庫
、
詰
所
又
は
本
州
と
北
海
道
を
連
絡
す

る
ト
ン
ネ
ル
を
維
持
管
理
す
る
た
め
に
必
要
な
貯
水

槽
若
し
く
は
排
水
ポ
ン
プ
設
備
そ
の
他
の
機
械
装
置

（
次
号
の
区
間
に
お
い
て
新
幹
線
鉄
道
の
路
線
と
共

用
す
る
も
の
を
含
む
。
）

二
　
当
該
路
線
の
う
ち
新
幹
線
鉄
道
の
路
線
の
前
号
に

規
定
す
る
路
線
と
共
用
す
る
区
間
と
し
て
総
務
大
臣

が
定
め
る
区
間
の
線
路
設
備
、
電
路
設
備
又
は
停

車
場

２
　
政
令
第
五
十
二
条
の
五
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
鉄

道
施
設
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
総
務
大
臣
が

定
め
る
路
線
に
係
る
線
路
設
備
、
電
路
設
備
、
停
車
場

又
は
変
電
所
と
す
る
。

第
十
一
条
の
七
及
び
第
十
一
条
の
八
　
削
除

（
政
令
第
五
十
二
条
の
十
の
五
の
施
設
）

第
十
一
条
の
九
　
政
令
第
五
十
二
条
の
十
の
五
第
二
号
ロ

及
び
第
三
号
に
規
定
す
る
金
額
の
定
め
の
あ
る
も
の
で

総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
宿
泊
施
設
、
駐
車
施

設
、
遊
技
施
設
、
飲
食
店
、
喫
茶
店
及
び
物
品
販
売
施

設
と
す
る
。

（
政
令
第
五
十
二
条
の
十
の
七
第
二
号
の
施
設
）

第
十
一
条
の
十
　
政
令
第
五
十
二
条
の
十
の
七
第
二
号
に

規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
シ
ョ
ル
ダ

ー
、
ラ
ン
プ
車
両
通
行
帯
、
場
周
道
路
、
保
安
道
路
及

び
航
空
貨
物
、
航
空
機
燃
料
、
航
空
機
装
備
品
又
は
航

空
機
部
品
の
輸
送
の
用
に
供
す
る
道
路
並
び
に
同
条
第

一
号
の
施
設
に
隣
接
す
る
緑
地
帯
と
す
る
。

（
政
令
第
五
十
二
条
の
十
の
九
第
二
号
の
施
設
）

第
十
一
条
の
十
一
　
政
令
第
五
十
二
条
の
十
の
九
第
二
号

に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
シ
ョ
ル
ダ

ー
、
ラ
ン
プ
車
両
通
行
帯
、
場
周
道
路
、
保
安
道
路
及

び
航
空
貨
物
、
航
空
機
燃
料
、
航
空
機
装
備
品
又
は
航

空
機
部
品
の
輸
送
の
用
に
供
す
る
道
路
並
び
に
同
条
第

一
号
の
施
設
に
隣
接
す
る
緑
地
帯
（
都
市
計
画
法
第
七

条
第
三
項
の
市
街
化
調
整
区
域
内
に
あ
る
も
の
に
限

る
。
）
と
す
る
。

（
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
第
二
十
六
項
の
コ
ン
テ
ナ

ー
）

第
十
一
条
の
十
二
　
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
第
二
十
六

項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
コ
ン
テ
ナ
ー
は
、

次
の
要
件
に
該
当
す
る
コ
ン
テ
ナ
ー
（
当
該
要
件
に
該

当
す
る
こ
と
に
つ
い
て
地
方
運
輸
局
（
運
輸
監
理
部
を

含
む
。
）
又
は
そ
の
運
輸
支
局
若
し
く
は
海
事
事
務
所

の
長
が
証
明
し
た
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

一
　
そ
の
長
さ
が
六
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
で
あ
り
、

か
つ
、
そ
の
幅
及
び
高
さ
が
い
ず
れ
も
二
・
四
メ
ー

ト
ル
以
上
の
も
の
で
あ
る
こ
と
又
は
そ
の

大
積
載

重
量
が
十
八
ト
ン
以
上
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
前
年
中
に
お
け

る
外
国
貿
易
の
た
め
に
使
用
さ
れ
た
日
数
の
全
使
用

日
数
に
対
す
る
割
合
が
八
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る

も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
政
令
第
五
十
二
条
の
十
の
十
一
の
業
務
）

第
十
一
条
の
十
三
　
政
令
第
五
十
二
条
の
十
の
十
一
に
規

定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
業
務
は
、
次
に
掲
げ
る
も

の
以
外
の
も
の
と
す
る
。

一
　
医
療
系
研
究
成
果
展
開
事
業
の
う
ち
委
託
開
発

二
　
医
療
分
野
国
際
科
学
技
術
共
同
研
究
開
発
推
進
事

業
の
う
ち
共
同
研
究
の
あ
つ
せ
ん
業
務

三
　
先
駆
的
医
薬
品
・
医
療
機
器
研
究
発
掘
支
援
事
業

四
　
創
薬
総
合
支
援
事
業

（
住
宅
用
地
が
同
一
の
者
に
よ
つ
て
所
有
さ
れ
て
い
な

い
場
合
に
お
け
る
政
令
第
五
十
二
条
の
十
一
第
二
項
の

規
定
の
適
用
）

第
十
二
条
　
専
ら
人
の
居
住
の
用
に
供
す
る
家
屋
又
は
政

令
第
五
十
二
条
の
十
一
第
一
項
の
家
屋
の
敷
地
の
用
に

供
さ
れ
て
い
る
土
地
で
そ
の
一
部
が
住
宅
用
地
（
法
第

三
百
四
十
九
条
の
三
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
住
宅
用

地
を
い
う
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る

も
の
が
同
一
の
者
に
よ
つ
て
所
有
さ
れ
て
い
な
い
場
合

に
お
い
て
は
、
当
該
土
地
の
う
ち
そ
れ
ぞ
れ
の
所
有
者

の
所
有
に
属
す
る
部
分
の
面
積
を
当
該
土
地
の
総
面
積

で
除
し
て
得
た
割
合
を
そ
れ
ぞ
れ
当
該
土
地
に
係
る
政

令
第
五
十
二
条
の
十
一
第
二
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に

定
め
る
土
地
の
面
積
に
乗
じ
て
得
た
面
積
に
相
当
す
る

土
地
を
も
つ
て
、
当
該
そ
れ
ぞ
れ
の
所
有
者
に
係
る
同

項
の
土
地
と
す
る
。

（
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
の
二
第
二
項
第
二
号
に
規

定
す
る
住
居
の
数
の
認
定
等
）

第
十
二
条
の
二
　
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
の
二
第
二
項

第
二
号
に
規
定
す
る
住
居
の
数
は
、
当
該
住
居
（
政
令

第
五
十
二
条
の
十
二
に
規
定
す
る
住
居
を
い
う
。
）
が
、

家
屋
の
う
ち
人
の
居
住
の
用
に
供
す
る
た
め
に
独
立
的

に
区
画
さ
れ
た
部
分
又
は
そ
の
一
部
で
あ
る
場
合
に

は
、
当
該
部
分
の
数
に
よ
る
。

２
　
住
宅
用
地
で
そ
の
一
部
が
小
規
模
住
宅
用
地
（
法
第

三
百
四
十
九
条
の
三
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
小
規
模

住
宅
用
地
を
い
う
。
以
下
本
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で

あ
る
も
の
が
同
一
の
者
に
よ
つ
て
所
有
さ
れ
て
い
な
い

場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
住
宅
用
地
の
う
ち
そ
れ
ぞ
れ

の
所
有
者
の
所
有
に
属
す
る
部
分
の
面
積
を
当
該
住
宅

用
地
の
総
面
積
で
除
し
て
得
た
割
合
を
そ
れ
ぞ
れ
当
該

住
宅
用
地
に
係
る
小
規
模
住
宅
用
地
の
面
積
に
乗
じ
て

得
た
面
積
に
相
当
す
る
土
地
を
も
つ
て
、
当
該
そ
れ
ぞ

れ
の
所
有
者
に
係
る
小
規
模
住
宅
用
地
と
す
る
。

（
政
令
第
五
十
二
条
の
十
三
第
四
項
第
一
号
に
規
定
す

る
総
務
省
令
で
定
め
る
面
積
等
）

第
十
二
条
の
三
　
政
令
第
五
十
二
条
の
十
三
第
四
項
第
一

号
イ
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
面
積
は
、
同
号

イ
に
規
定
す
る
従
前
所
有
者
等
（
以
下
本
条
に
お
い
て

「
従
前
所
有
者
等
」
と
い
う
。
）
が
法
第
三
百
四
十
九
条

の
三
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
震
災
等
（
以
下
本
条
に

お
い
て
「
震
災
等
」
と
い
う
。
）
の
発
生
し
た
日
に
お

い
て
共
有
持
分
を
有
し
て
い
た
同
項
に
規
定
す
る
被
災

住
宅
用
地
（
以
下
本
条
に
お
い
て
「
被
災
住
宅
用
地
」

と
い
う
。
）
の
全
部
又
は
一
部
に
係
る
当
該
共
有
持
分

の
割
合
に
応
ず
る
面
積
の
う
ち
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
面
積
と
す

る
。

一
　
政
令
第
五
十
二
条
の
十
三
第
三
項
第
三
号
か
ら
第

五
号
ま
で
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
四
項
第
一
号
イ
に

規
定
す
る
相
続
人
等
（
以
下
本
条
に
お
い
て
「
相
続

人
等
」
と
い
う
。
）
が
従
前
所
有
者
等
か
ら
被
災
住

宅
用
地
の
全
部
若
し
く
は
一
部
又
は
被
災
住
宅
用
地

の
全
部
若
し
く
は
一
部
に
係
る
共
有
持
分
（
以
下
本

条
に
お
い
て
「
被
災
住
宅
用
地
の
全
部
等
」
と
い

う
。
）
を
取
得
し
た
場
合
　
そ
の
取
得
し
た
当
該
被

災
住
宅
用
地
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
面
積
又
は
そ

の
取
得
し
た
当
該
被
災
住
宅
用
地
の
全
部
若
し
く
は

一
部
に
係
る
共
有
持
分
の
割
合
に
応
ず
る
面
積

二
　
政
令
第
五
十
二
条
の
十
三
第
三
項
第
三
号
又
は
第

五
号
の
規
定
に
よ
り
相
続
人
等
が
同
項
第
三
号
又
は

第
五
号
に
掲
げ
る
者
（
以
下
本
条
に
お
い
て
「
前
相

続
人
等
」
と
い
う
。
）
か
ら
被
災
住
宅
用
地
の
全
部

等
を
取
得
し
た
場
合
　
同
項
第
三
号
又
は
第
五
号
の

規
定
に
よ
り
前
相
続
人
等
が
従
前
所
有
者
等
（
こ
れ

ら
の
規
定
に
よ
り
前
相
続
人
等
が
前
相
続
人
等
か
ら

当
該
被
災
住
宅
用
地
の
全
部
等
を
取
得
し
た
場
合
に

お
け
る
当
該
被
災
住
宅
用
地
の
全
部
等
を
取
得
し
た

前
相
続
人
等
に
係
る
前
相
続
人
等
を
含
む
。
）
か
ら

取
得
し
た
当
該
被
災
住
宅
用
地
の
全
部
等
の
う
ち
、

同
項
第
三
号
又
は
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
当
該
相
続

人
等
が
当
該
前
相
続
人
等
か
ら
取
得
し
た
当
該
被
災

住
宅
用
地
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
面
積
又
は
こ
れ

ら
の
規
定
に
よ
り
当
該
相
続
人
等
が
当
該
前
相
続
人

等
か
ら
取
得
し
た
当
該
被
災
住
宅
用
地
の
全
部
若
し

く
は
一
部
に
係
る
共
有
持
分
の
割
合
に
応
ず
る
面
積

２
　
政
令
第
五
十
二
条
の
十
三
第
四
項
第
一
号
ロ
に
規
定

す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
面
積
は
、
従
前
所
有
者
等
が

震
災
等
の
発
生
し
た
日
に
お
い
て
所
有
し
て
い
た
被
災

住
宅
用
地
の
全
部
又
は
一
部
の
面
積
の
う
ち
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め

る
面
積
と
す
る
。

一
　
政
令
第
五
十
二
条
の
十
三
第
三
項
第
三
号
か
ら
第

五
号
ま
で
の
規
定
に
よ
り
相
続
人
等
が
従
前
所
有
者

等
か
ら
被
災
住
宅
用
地
の
全
部
等
を
取
得
し
た
場

合
　
そ
の
取
得
し
た
当
該
被
災
住
宅
用
地
の
全
部
若

し
く
は
一
部
の
面
積
又
は
そ
の
取
得
し
た
当
該
被
災

住
宅
用
地
の
全
部
若
し
く
は
一
部
に
係
る
共
有
持
分

の
割
合
に
応
ず
る
面
積

二
　
政
令
第
五
十
二
条
の
十
三
第
三
項
第
三
号
又
は
第

五
号
の
規
定
に
よ
り
相
続
人
等
が
前
相
続
人
等
か
ら

被
災
住
宅
用
地
の
全
部
等
を
取
得
し
た
場
合
　
同
項

第
三
号
又
は
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
前
相
続
人
等
が

従
前
所
有
者
等
（
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
前
相
続
人

等
が
前
相
続
人
等
か
ら
当
該
被
災
住
宅
用
地
の
全
部

等
を
取
得
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
被
災
住
宅
用
地

の
全
部
等
を
取
得
し
た
前
相
続
人
等
に
係
る
前
相
続

人
等
を
含
む
。
）
か
ら
取
得
し
た
当
該
被
災
住
宅
用

地
の
全
部
等
の
う
ち
、
同
項
第
三
号
又
は
第
五
号
の
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規
定
に
よ
り
相
続
人
等
が
当
該
前
相
続
人
等
か
ら
取

得
し
た
当
該
被
災
住
宅
用
地
の
全
部
若
し
く
は
一
部

の
面
積
又
は
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
当
該
相
続
人
等

が
当
該
前
相
続
人
等
か
ら
取
得
し
た
当
該
被
災
住
宅

用
地
の
全
部
若
し
く
は
一
部
に
係
る
共
有
持
分
の
割

合
に
応
ず
る
面
積

３
　
政
令
第
五
十
二
条
の
十
三
第
四
項
第
一
号
ハ
に
規
定

す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
面
積
は
、
従
前
所
有
者
等
が

震
災
等
の
発
生
し
た
日
に
お
い
て
共
有
持
分
を
有
し
て

い
た
被
災
住
宅
用
地
の
全
部
又
は
一
部
に
係
る
当
該
共

有
持
分
の
割
合
に
応
ず
る
面
積
の
う
ち
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
面

積
と
す
る
。

一
　
政
令
第
五
十
二
条
の
十
三
第
三
項
第
三
号
か
ら
第

五
号
ま
で
の
規
定
に
よ
り
相
続
人
等
が
従
前
所
有
者

等
か
ら
被
災
住
宅
用
地
の
全
部
等
を
取
得
し
た
場

合
　
そ
の
取
得
し
た
当
該
被
災
住
宅
用
地
の
全
部
若

し
く
は
一
部
の
面
積
又
は
そ
の
取
得
し
た
当
該
被
災

住
宅
用
地
の
全
部
若
し
く
は
一
部
に
係
る
共
有
持
分

の
割
合
に
応
ず
る
面
積

二
　
政
令
第
五
十
二
条
の
十
三
第
三
項
第
三
号
又
は
第

五
号
の
規
定
に
よ
り
相
続
人
等
が
前
相
続
人
等
か
ら

被
災
住
宅
用
地
の
全
部
等
を
取
得
し
た
場
合
　
同
項

第
三
号
又
は
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
前
相
続
人
等
が

従
前
所
有
者
等
（
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
前
相
続
人

等
が
前
相
続
人
等
か
ら
当
該
被
災
住
宅
用
地
の
全
部

等
を
取
得
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
被
災
住
宅
用
地

の
全
部
等
を
取
得
し
た
前
相
続
人
等
に
係
る
前
相
続

人
等
を
含
む
。
）
か
ら
取
得
し
た
当
該
被
災
住
宅
用

地
の
全
部
等
の
う
ち
、
同
項
第
三
号
又
は
第
五
号
の

規
定
に
よ
り
相
続
人
等
が
当
該
前
相
続
人
等
か
ら
取

得
し
た
当
該
被
災
住
宅
用
地
の
全
部
若
し
く
は
一
部

の
面
積
又
は
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
当
該
相
続
人
等

が
当
該
前
相
続
人
等
か
ら
取
得
し
た
当
該
被
災
住
宅

用
地
の
全
部
若
し
く
は
一
部
に
係
る
共
有
持
分
の
割

合
に
応
ず
る
面
積

４
　
政
令
第
五
十
二
条
の
十
三
第
七
項
第
二
号
ロ
に
規
定

す
る
特
例
適
用
住
居
数
は
、
同
号
ロ
の
そ
の
全
部
が
別

荘
の
用
に
供
さ
れ
て
い
た
住
居
以
外
の
住
居
が
、
家
屋

の
う
ち
人
の
居
住
の
用
に
供
す
る
た
め
独
立
的
に
区
画

さ
れ
た
部
分
又
は
そ
の
一
部
で
あ
つ
た
場
合
に
は
、
当

該
部
分
の
数
に
よ
る
。

（
政
令
第
五
十
二
条
の
十
三
の
二
第
四
項
の
書
類
）

第
十
二
条
の
三
の
二
　
政
令
第
五
十
二
条
の
十
三
の
二
第

四
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に

掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一
　
政
令
第
五
十
二
条
の
十
三
の
二
第
一
項
第
一
号
に

規
定
す
る
被
災
償
却
資
産
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
被
災
償
却
資
産
」
と
い
う
。
）
を
所
有
し
て
い
た
者

の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
本
店
若
し
く
は
主

た
る
事
務
所
の
所
在
地
、
被
災
償
却
資
産
に
代
わ
る

も
の
と
し
て
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
の
四
の
規
定

の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
償
却
資
産
（
以
下
こ
の

号
及
び
次
号
に
お
い
て
「
代
替
償
却
資
産
」
と
い

う
。
）
の
所
有
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
又
は
本

店
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
個
人
番

号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る

た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
五

項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
を
い
う
。
以
下
固
定
資
産

税
に
つ
い
て
同
じ
。
）
又
は
法
人
番
号
（
同
法
第
二

条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
法
人
番
号
を
い
う
。
以
下

こ
の
号
及
び
第
十
五
条
の
四
の
二
第
二
項
第
一
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
（
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
を
有
し

な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又

は
本
店
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）
並
び

に
当
該
被
災
償
却
資
産
及
び
当
該
代
替
償
却
資
産
の

所
在
地
を
記
載
し
た
書
類
並
び
に
当
該
被
災
償
却
資

産
が
震
災
等
（
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
の
三
第
一

項
に
規
定
す
る
震
災
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び

第
十
五
条
の
四
の
二
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
こ
と
に
つ
い
て
当
該

被
災
償
却
資
産
の
所
在
地
の
市
町
村
長
が
証
す
る
書

類
そ
の
他
の
当
該
被
災
償
却
資
産
が
当
該
震
災
等
に

よ
り
滅
失
し
、
又
は
損
壊
し
た
旨
を
証
す
る
書
類

二
　
被
災
償
却
資
産
が
被
災
年
度
（
法
第
三
百
四
十
九

条
の
三
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
被
災
年
度
を
い

う
。
第
十
五
条
の
四
の
二
第
二
項
第
二
号
に
お
い
て

同
じ
。
）
分
の
固
定
資
産
税
に
係
る
固
定
資
産
課
税

台
帳
に
登
録
さ
れ
て
い
た
旨
を
証
す
る
書
類
そ
の
他

の
被
災
償
却
資
産
が
存
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
及

び
代
替
償
却
資
産
の
詳
細
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

三
　
政
令
第
五
十
二
条
の
十
三
の
二
第
一
項
第
二
号
か

ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い

て
「
相
続
人
等
」
と
い
う
。
）
が
、
法
第
三
百
四
十

九
条
の
三
の
四
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る

場
合
に
は
、
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
政
令

第
五
十
二
条
の
十
三
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る

者
に
あ
つ
て
は
被
災
償
却
資
産
に
係
る
売
買
契
約

書
、
同
項
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ

て
は
戸
籍
の
謄
本
又
は
法
人
に
係
る
登
記
事
項
証
明

書
そ
の
他
の
そ
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
相

続
人
等
に
該
当
す
る
旨
を
証
す
る
書
類

（
法
第
三
百
八
十
二
条
の
二
第
一
項
の
閲
覧
事
項
）

第
十
二
条
の
三
の
三
　
法
第
三
百
八
十
二
条
の
二
第
一
項

に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
政
令
第
五

十
二
条
の
十
四
の
表
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
上
欄

に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
同
表
第
一
号
の
上
欄
に
掲

げ
る
者
の
個
人
番
号
と
す
る
。

（
政
令
第
五
十
二
条
の
十
四
の
表
の
第
四
号
の
者
）

第
十
二
条
の
四
　
政
令
第
五
十
二
条
の
十
四
の
表
の
第
四

号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ

る
者
と
す
る
。

一
　
所
有
者

二
　
破
産
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
五
号
）
第
七

十
四
条
の
規
定
に
よ
り
破
産
管
財
人
に
選
任
さ
れ
た

者
及
び
同
法
第
九
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
保

全
管
理
人
に
選
任
さ
れ
た
者

三
　
会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四

号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
保
全
管
理
人

に
選
任
さ
れ
た
者
及
び
同
法
第
四
十
二
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
管
財
人
に
選
任
さ
れ
た
者

四
　
預
金
保
険
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
三
十
四

号
）
第
七
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
金
融
整
理

管
財
人
に
選
任
さ
れ
た
者
及
び
同
法
第
百
二
十
六
条

の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
管
理
を
命
ず
る
処

分
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
預
金
保
険
機
構

五
　
農
水
産
業
協
同
組
合
貯
金
保
険
法
（
昭
和
四
十
八

年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
八
十
五
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
管
理
人
に
選
任
さ
れ
た
者

六
　
保
険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
百

四
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
保
険
管
理
人
に
選

任
さ
れ
た
者

七
　
金
融
機
能
の
再
生
の
た
め
の
緊
急
措
置
に
関
す
る

法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
金
融
整
理
管
財
人
に
選
任
さ

れ
た
者

八
　
民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五

号
）
第
六
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
管
財
人
に

選
任
さ
れ
た
者
及
び
同
法
第
七
十
九
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
保
全
管
理
人
に
選
任
さ
れ
た
者

九
　
外
国
倒
産
処
理
手
続
の
承
認
援
助
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
第
三
十
二
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
承
認
管
財
人
に
選
任
さ
れ
た

者
及
び
同
法
第
五
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
保

全
管
理
人
に
選
任
さ
れ
た
者

（
政
令
第
五
十
二
条
の
十
五
の
表
の
第
三
号
の
者
）

第
十
二
条
の
五
　
政
令
第
五
十
二
条
の
十
五
の
表
の
第
三

号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
者
は
、
前
条
各
号

に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

（
法
第
三
百
四
十
九
条
の
四
第
三
項
に
規
定
す
る
基
準

財
政
収
入
額
及
び
基
準
財
政
需
要
額
の
算
定
方
法
）

第
十
三
条
　
法
第
三
百
四
十
九
条
の
四
第
三
項
に
規
定
す

る
廃
置
分
合
又
は
境
界
変
更
後
存
続
す
る
市
町
村
の
前

年
度
の
地
方
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
な
つ
た
基
準
財

政
収
入
額
及
び
基
準
財
政
需
要
額
の
算
定
方
法
は
、
左

の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
　
廃
置
分
合
に
よ
つ
て
二
以
上
の
市
町
村
の
区
域
を

そ
の
ま
ま
市
町
村
の
区
域
と
し
た
市
町
村
に
つ
い
て

は
、
当
該
廃
置
分
合
前
の
各
市
町
村
の
基
準
財
政
収

入
額
又
は
基
準
財
政
需
要
額
（
当
該
各
市
町
村
の
う

ち
次
項
の
合
併
算
定
替
市
町
村
に
該
当
す
る
も
の
に

つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
基
準
財

政
収
入
額
又
は
基
準
財
政
需
要
額
と
す
る
。
）
を
そ

れ
ぞ
れ
合
算
し
た
も
の

二
　
廃
置
分
合
に
よ
つ
て
一
の
市
町
村
の
区
域
を
分
割

し
た
市
町
村
に
つ
い
て
は
、
当
該
市
町
村
が
前
年
度

の
初
日
に
存
在
し
た
も
の
と
仮
定
し
た
場
合
に
お
い

て
地
方
交
付
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十

一
号
）
の
規
定
に
基
い
て
計
算
し
た
基
準
財
政
収
入

額
又
は
基
準
財
政
需
要
額

三
　
境
界
変
更
に
よ
つ
て
区
域
を
増
し
た
市
町
村
に
つ

い
て
は
、
当
該
境
界
変
更
前
の
当
該
市
町
村
の
基
準

財
政
収
入
額
又
は
基
準
財
政
需
要
額
（
次
項
の
合
併

算
定
替
市
町
村
に
該
当
す
る
市
町
村
に
つ
い
て
は
、

同
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
基
準
財
政
収
入
額
又

は
基
準
財
政
需
要
額
と
す
る
。
）
に
当
該
境
界
変
更

に
係
る
区
域
を
基
礎
と
す
る
独
立
の
市
町
村
が
前
年

度
の
初
日
に
存
在
し
た
も
の
と
仮
定
し
た
場
合
に
お

い
て
地
方
交
付
税
法
に
基
い
て
計
算
し
た
基
準
財
政

収
入
額
又
は
基
準
財
政
需
要
額
を
そ
れ
ぞ
れ
合
算
し

た
も
の

四
　
境
界
変
更
に
よ
つ
て
区
域
を
減
じ
た
市
町
村
に
つ

い
て
は
、
当
該
境
界
変
更
後
の
当
該
市
町
村
が
前
年

度
の
初
日
に
存
在
し
た
も
の
と
仮
定
し
た
場
合
に
お

い
て
地
方
交
付
税
法
の
規
定
に
基
い
て
計
算
し
た
基

準
財
政
収
入
額
又
は
基
準
財
政
需
要
額

２
　
法
第
三
百
四
十
九
条
の
四
第
三
項
に
規
定
す
る
廃
置

分
合
又
は
境
界
変
更
後
存
続
す
る
市
町
村
で
前
年
度
の

地
方
交
付
税
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
他
の
法
律
の
規
定

に
よ
り
当
該
廃
置
分
合
又
は
境
界
変
更
前
の
市
町
村
が

前
年
度
の
四
月
一
日
に
お
い
て
な
お
従
前
の
区
域
を
も

つ
て
存
続
し
た
場
合
に
算
定
さ
れ
る
額
の
合
算
額
を
下

ら
な
い
よ
う
に
算
定
さ
れ
た
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
合
併
算
定
替
市
町
村
」
と
い
う
。
）
の
前
年
度

の
地
方
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
な
つ
た
基
準
財
政
収

入
額
及
び
基
準
財
政
需
要
額
の
算
定
方
法
は
、
左
の
各

号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
　
基
準
財
政
収
入
額
は
、
当
該
合
併
算
定
替
市
町
村

の
基
準
財
政
収
入
額

二
　
基
準
財
政
需
要
額
は
、
当
該
合
併
算
定
替
市
町
村

の
基
準
財
政
需
要
額
。
た
だ
し
、
当
該
額
が
地
方
交
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付
税
の
額
の
算
定
の
た
め
各
合
併
関
係
市
町
村
（
市

町
村
の
合
併
に
よ
り
、
そ
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部

が
当
該
合
併
算
定
替
市
町
村
の
一
部
と
な
つ
た
市
町

村
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
き
地
方
交
付
税
法

及
び
こ
れ
に
基
く
命
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
仮

に
計
算
し
た
基
準
財
政
需
要
額
の
合
算
額
（
以
下
こ

の
号
に
お
い
て
「
基
準
財
政
需
要
額
の
合
算
額
」
と

い
う
。
）
に
満
た
な
い
と
き
は
、
当
該
基
準
財
政
需

要
額
の
合
算
額
と
す
る
。

（
法
第
三
百
四
十
九
条
の
四
第
四
項
に
規
定
す
る
場
合

等
）

第
十
三
条
の
二
　
法
第
三
百
四
十
九
条
の
四
第
四
項
に
規

定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
同
項
に
規
定
す

る
錯
誤
に
係
る
額
の
全
額
が
、
普
通
交
付
税
に
関
す
る

省
令
（
昭
和
三
十
七
年
自
治
省
令
第
十
七
号
）
第
四
十

六
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
発
見
年
度
（
次
項
に

お
い
て
「
発
見
年
度
」
と
い
う
。
）
の
基
準
財
政
収
入

額
若
し
く
は
基
準
財
政
需
要
額
に
加
算
さ
れ
、
又
は
こ

れ
ら
か
ら
減
額
さ
れ
る
場
合
と
す
る
。

２
　
法
第
三
百
四
十
九
条
の
四
第
四
項
に
規
定
す
る
普
通

交
付
税
の
額
の
算
定
の
基
礎
に
用
い
た
数
に
つ
い
て
錯

誤
が
あ
る
こ
と
が
発
見
さ
れ
た
場
合
に
は
、
同
項
に
規

定
す
る
錯
誤
に
係
る
額
を
発
見
年
度
の
翌
年
度
に
お
い

て
、
同
条
第
二
項
又
は
第
三
項
に
規
定
す
る
前
年
度
の

地
方
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
な
つ
た
基
準
財
政
収
入

額
若
し
く
は
前
年
度
の
地
方
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と

な
つ
た
基
準
財
政
需
要
額
（
当
該
前
年
度
の
地
方
交
付

税
の
算
定
の
基
礎
と
な
つ
た
基
準
財
政
需
要
額
に
つ
い

て
普
通
交
付
税
に
関
す
る
省
令
第
四
十
六
条
第
一
項
第

二
号
又
は
第
三
号
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
あ
つ

て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
減
額
さ
れ
、
又
は
加
算

さ
れ
る
前
の
基
準
財
政
需
要
額
と
す
る
。
）
に
加
算
し
、

又
は
こ
れ
ら
か
ら
減
額
す
る
も
の
と
す
る
。

（
市
町
村
の
廃
置
分
合
等
の
場
合
に
お
け
る
関
係
市
町

村
の
人
口
）

第
十
三
条
の
三
　
市
町
村
の
廃
置
分
合
若
し
く
は
境
界
変

更
が
あ
つ
た
場
合
、
所
属
未
定
地
を
市
町
村
の
区
域
に

編
入
し
た
場
合
又
は
市
町
村
の
境
界
が
確
定
し
た
場
合

に
お
け
る
法
第
三
百
四
十
九
条
の
四
第
五
項
の
人
口
に

つ
い
て
は
、
地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
七
十
七
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
つ
て
都
道
府
県
知
事
が
告
示
し
た
も
の

に
よ
る
。

（
固
定
資
産
税
に
係
る
書
類
の
様
式
）

第
十
四
条
　
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に

掲
げ
る
書
類
（
そ
の
備
付
け
を
法
第
三
百
八
十
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
電
磁
的
記
録
（
同
項
に
規
定
す
る
電

磁
的
記
録
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
十
五
条
の
五

の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
備
付
け
を
も
つ
て
行
う
固

定
資
産
課
税
台
帳
の
全
部
又
は
一
部
、
法
第
三
百
八
十

一
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
八
項
の
別
紙
の
作

成
を
電
磁
的
記
録
の
作
成
を
も
つ
て
行
つ
て
い
る
場
合

に
お
け
る
同
項
の
規
定
に
よ
る
み
な
す
土
地
補
充
課
税

台
帳
、
そ
の
備
付
け
を
法
第
三
百
八
十
七
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
電
磁
的
記
録
の
備
付
け
を
も
つ
て
行
う
土

地
名
寄
帳
又
は
家
屋
名
寄
帳
及
び
そ
の
作
成
を
法
第
四

百
十
五
条
第
二
項
又
は
第
四
百
十
九
条
第
五
項
の
規
定

に
よ
り
電
磁
的
記
録
の
作
成
を
も
つ
て
行
う
土
地
価
格

等
縦
覧
帳
簿
又
は
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
（
次
項
に
お

い
て
「
電
磁
的
記
録
に
よ
る
書
類
」
と
い
う
。
）
を
除

く
。
）
の
様
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

書
類
の
種
類

様
式

（
一
）
　
法
第
三
百
四
十
九
条
の
四
第
六
項

の
規
定
に
よ
る
通
知
書

第
二
十
三
号

様
式

（
二
）
　
土
地
課
税
台
帳
及
び
土
地
補
充
課

税
台
帳

第
二
十
四
号

様
式

（
三
）
　
家
屋
課
税
台
帳
及
び
家
屋
補
充
課

税
台
帳

第
二
十
五
号

様
式

（
三
の
二
）
　
課
税
明
細
書

第
二
十
五
号

の
二
様
式

（
三
の
三
）
　
法
第
三
百
六
十
四
条
第
七
項

（
法
第
七
百
四
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
納

税
通
知
書

第
二
十
五
号

の
三
様
式

（
四
）
　
償
却
資
産
課
税
台
帳
及
び
法
第
三

百
八
十
三
条
（
法
第
七
百
四
十
五
条
第
一

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
よ
つ
て
市
町
村
長
（
同
項
に
お
い

て
法
第
三
百
八
十
三
条
を
準
用
す
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
道
府
県
知
事
）
に
提
出
す

べ
き
償
却
資
産
に
係
る
申
告
書

第
二
十
六
号

様
式

（
五
）
　
法
第
三
百
八
十
一
条
第
八
項
の
規

定
に
よ
る
み
な
す
土
地
補
充
課
税
台
帳

第
二
十
七
号

様
式

（
六
）
　
土
地
名
寄
帳

第
二
十
八
号

様
式

（
七
）
　
家
屋
名
寄
帳

第
二
十
九
号

様
式

（
八
）
　
法
第
三
百
九
十
四
条
の
規
定
に
よ

つ
て
道
府
県
知
事
又
は
総
務
大
臣
に
提
出

す
べ
き
固
定
資
産
に
係
る
申
告
書

第
三
十
号
様

式

（
九
）
　
評
価
調
書

　

土
地
に
係
る
も
の

第
三
十
一
号

様
式

家
屋
に
係
る
も
の

第
三
十
二
号

様
式

償
却
資
産
に
係
る
も
の

第
三
十
三
号

様
式

（
十
）
　
土
地
価
格
等
縦
覧
帳
簿

第
三
十
三
号

の
二
様
式

（
十
一
）
　
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿

第
三
十
三
号

の
三
様
式

２
　
前
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
書
類
の
う
ち
電
磁
的
記

録
に
よ
る
書
類
は
、
当
該
電
磁
的
記
録
に
よ
る
書
類
に

記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
様
式
に
準
じ
て
調
製
で
き
る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
第
三
百
四
十
九
条
の
四
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
通

知
書
）

第
十
五
条
　
法
第
三
百
四
十
九
条
の
四
第
八
項
の
規
定
に

よ
つ
て
総
務
大
臣
が
道
府
県
知
事
に
対
し
て
す
る
通
知

に
は
、
法
第
三
百
八
十
九
条
第
一
項
、
第
三
百
九
十
三

条
第
一
項
又
は
第
四
百
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

市
町
村
長
及
び
所
有
者
に
対
す
る
通
知
に
記
載
す
る
事

項
の
外
、
償
却
資
産
の
価
額
の
合
計
額
、
償
却
資
産
所

在
地
の
市
町
村
の
人
口
及
び
当
該
市
町
村
に
係
る
法
第

三
百
四
十
九
条
の
四
第
一
項
の
表
の
下
欄
の
金
額
を
記

載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
第
三
百
四
十
九
条
の
五
第
四
項
に
規
定
す
る
新
設

大
規
模
償
却
資
産
等
に
係
る
課
税
標
準
額
の
計
算
方

法
）

第
十
五
条
の
二
　
法
第
三
百
四
十
九
条
の
五
第
四
項
の
規

定
に
よ
つ
て
新
設
大
規
模
償
却
資
産
（
以
下
本
条
に
お

い
て
「
新
設
資
産
」
と
い
う
。
）
又
は
新
設
資
産
以
外

の
大
規
模
の
償
却
資
産
（
以
下
本
条
に
お
い
て
「
在
来

資
産
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
課
税
定
額
を
増
額
す
る

た
め
の
計
算
方
法
は
、
当
該
課
税
定
額
に
次
の
各
号
の

区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
の
算
式
に
よ
り
計

算
し
た
額
を
加
算
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
第
一
次
新
設
大
規
模
償
却
資
産
（
以
下
本
条
に
お

い
て
「
第
一
次
資
産
」
と
い
う
。
）
と
第
二
次
新
設

大
規
模
償
却
資
産
（
以
下
本
条
に
お
い
て
「
第
二
次

資
産
」
と
い
う
。
）
と
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
二

次
資
産
に
つ
い
て
は
（
イ
）
の
算
式
、
第
一
次
資
産

に
つ
い
て
は
（
ロ
）
の
算
式

（
イ
）
　
〔
基
準
財
政
需
要
額×

（
２
０
０
／
１
０

０
）－

｛
基
準
財
政
収
入
額－

大
規
模
資
産
の

税
収
入
見
込
額
＋
（
大
規
模
資
産
の
課
税
定
額

×

大
規
模
資
産
の
個
数
）×
（
１
．
４
／
１
０

０
）×

（
７
５
／
１
０
０
）
｝
〕×

（
１
０
０
／

７
５
）×

（
１
０
０
／
１
．
４
）

（
ロ
）
　
〔
基
準
財
政
需
要
額×

（
２
２
０
／
１
０

０
）－

｛
基
準
財
政
収
入
額－

大
規
模
資
産
の

税
収
入
見
込
額
＋
（
第
二
次
資
産
の
課
税
標
準

額
＋
大
規
模
資
産
の
課
税
定
額×

第
一
次
資
産

の
個
数
）×

（
１
．
４
／
１
０
０
）×

（
７
５

／
１
０
０
）
｝
〕×

（
１
０
０
／
７
５
）×

（
１

０
０
／
１
．
４
）

二
　
第
一
次
資
産
と
第
三
次
新
設
大
規
模
償
却
資
産

（
以
下
本
条
に
お
い
て
「
第
三
次
資
産
」
と
い
う
。
）

と
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
三
次
資
産
に
つ
い
て
は

（
イ
）
の
算
式
、
第
一
次
資
産
に
つ
い
て
は
（
ロ
）

の
算
式

（
イ
）
　
〔
基
準
財
政
需
要
額×

（
１
８
０
／
１
０

０
）－

｛
基
準
財
政
収
入
額－

大
規
模
資
産
の

税
収
入
見
込
額
＋
（
大
規
模
資
産
の
課
税
定
額

×

大
規
模
資
産
の
個
数
）×

（
１
．
４
／
１
０

０
）×

（
７
５
／
１
０
０
）
｝
〕×

（
１
０
０
／

７
５
）×

（
１
０
０
／
１
．
４
）

（
ロ
）
　
〔
基
準
財
政
需
要
額×

（
２
２
０
／
１
０

０
）－

｛
基
準
財
政
収
入
額－

大
規
模
資
産
の

税
収
入
見
込
額
＋
（
第
三
次
資
産
の
課
税
標
準

額
＋
大
規
模
資
産
の
課
税
定
額×

第
一
次
資
産

の
個
数
）×

（
１
．
４
／
１
０
０
）×

（
７
５

／
１
０
０
）
｝
〕×

（
１
０
０
／
７
５
）×

（
１

０
０
／
１
．
４
）

三
　
第
二
次
資
産
と
第
三
次
資
産
と
が
あ
る
場
合
に
お

け
る
第
三
次
資
産
に
つ
い
て
は
（
イ
）
の
算
式
、
第

二
次
資
産
に
つ
い
て
は
（
ロ
）
の
算
式

（
イ
）
　
〔
基
準
財
政
需
要
額×

（
１
８
０
／
１
０

０
）－

｛
基
準
財
政
収
入
額－

大
規
模
資
産
の

税
収
入
見
込
額
＋
（
大
規
模
資
産
の
課
税
定
額

×

大
規
模
資
産
の
個
数
）×

（
１
．
４
／
１
０

０
）×

（
７
５
／
１
０
０
）
｝
〕×

（
１
０
０
／

７
５
）×

（
１
０
０
／
１
．
４
）

（
ロ
）
　
〔
基
準
財
政
需
要
額×

（
２
０
０
／
１
０

０
）－

｛
基
準
財
政
収
入
額－

大
規
模
資
産
の

税
収
入
見
込
額
＋
（
第
三
次
資
産
の
課
税
標
準

額
＋
大
規
模
資
産
の
課
税
定
額×

第
二
次
資
産

の
個
数
）×

（
１
．
４
／
１
０
０
）×

（
７
５

／
１
０
０
）
｝
〕×

（
１
０
０
／
７
５
）×

（
１

０
０
／
１
．
４
）

四
　
第
一
次
資
産
、
第
二
次
資
産
及
び
第
三
次
資
産
が

あ
る
場
合
に
お
け
る
第
三
次
資
産
に
つ
い
て
は

（
イ
）
の
算
式
、
第
二
次
資
産
に
つ
い
て
は
（
ロ
）

の
算
式
、
第
一
次
資
産
に
つ
い
て
は
（
ハ
）
の
算
式
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（
イ
）
　
〔
基
準
財
政
需
要
額×

（
１
８
０
／
１
０

０
）－

｛
基
準
財
政
収
入
額－

大
規
模
資
産
の

税
収
入
見
込
額
＋
（
大
規
模
資
産
の
課
税
定
額

×

大
規
模
資
産
の
個
数
）×

（
１
．
４
／
１
０

０
）×

（
７
５
／
１
０
０
）
｝
〕×

（
１
０
０
／

７
５
）×

（
１
０
０
／
１
．
４
）

（
ロ
）
　
〔
基
準
財
政
需
要
額×

（
２
０
０
／
１
０

０
）－
｛
基
準
財
政
収
入
額－

大
規
模
資
産
の

税
収
入
見
込
額
＋
（
第
三
次
資
産
の
課
税
標
準

額
＋
大
規
模
資
産
の
課
税
定
額×

第
二
次
資
産

及
び
第
一
次
資
産
の
個
数
）×

（
１
．
４
／
１

０
０
）×

（
７
５
／
１
０
０
）
｝
〕×

（
１
０
０

／
７
５
）×

（
１
０
０
／
１
．
４
）

（
ハ
）
　
〔
基
準
財
政
需
要
額×
（
２
２
０
／
１
０

０
）－

｛
基
準
財
政
収
入
額－
大
規
模
資
産
の

税
収
入
見
込
額
＋
（
第
三
次
資
産
及
び
第
二
次

資
産
の
課
税
標
準
額
＋
大
規
模
資
産
の
課
税
定

額×

第
一
次
資
産
の
個
数
）×

（
１
．
４
／
１

０
０
）×

（
７
５
／
１
０
０
）
｝
〕×

（
１
０
０

／
７
５
）×

（
１
０
０
／
１
．
４
）

五
　
新
設
資
産
と
在
来
資
産
と
が
あ
る
場
合
に
お
け
る

在
来
資
産
に
つ
い
て
は
（
イ
）
の
算
式
、
新
設
資
産

に
つ
い
て
は
（
ロ
）
の
算
式

（
イ
）
　
〔
基
準
財
政
需
要
額×

（
１
６
０
／
１
０

０
）－

｛
基
準
財
政
収
入
額－

大
規
模
資
産
の

税
収
入
見
込
額
＋
（
大
規
模
資
産
の
課
税
定
額

×

大
規
模
資
産
の
個
数
）×

（
１
．
４
／
１
０

０
）×

（
７
５
／
１
０
０
）
｝
〕×

（
１
０
０
／

７
５
）×

（
１
０
０
／
１
．
４
）

（
ロ
）
　
〔
基
準
財
政
需
要
額×

（
１
８
０
／
１
０

０
か
ら
２
２
０
／
１
０
０
ま
で
の
割
合
の
う
ち

当
該
新
設
資
産
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
割
合
）

－

｛
基
準
財
政
収
入
額－

大
規
模
資
産
の
税
収

入
見
込
額
＋
（
在
来
資
産
の
課
税
標
準
額
＋
大

規
模
資
産
の
課
税
定
額×

新
設
資
産
の
個
数
）

×

（
１
．
４
／
１
０
０
）×

（
７
５
／
１
０

０
）
｝
〕×

（
１
０
０
／
７
５
）×

（
１
０
０
／

１
．
４
）

六
　
第
一
次
資
産
、
第
二
次
資
産
又
は
第
三
次
資
産
の

い
ず
れ
か
二
以
上
と
在
来
資
産
と
が
あ
る
場
合
に
お

け
る
在
来
資
産
に
つ
い
て
は
（
イ
）
の
算
式
、
第
三

次
資
産
に
つ
い
て
は
（
ロ
）
の
算
式
、
第
三
次
資
産

と
第
二
次
資
産
と
が
あ
る
と
き
又
は
第
一
次
資
産
、

第
二
次
資
産
及
び
第
三
次
資
産
が
あ
る
と
き
の
第
二

次
資
産
に
つ
い
て
は
（
ハ
）
の
算
式
、
第
一
次
資
産

と
第
二
次
資
産
と
が
あ
る
と
き
の
第
二
次
資
産
に
つ

い
て
は
（
ニ
）
の
算
式
、
第
三
次
資
産
及
び
第
二
次

資
産
の
う
ち
い
ず
れ
か
一
の
新
設
資
産
と
第
一
次
資

産
と
が
あ
る
と
き
又
は
第
一
次
資
産
、
第
二
次
資
産

及
び
第
三
次
資
産
が
あ
る
と
き
の
第
一
次
資
産
に
つ

い
て
は
（
ホ
）
の
算
式

（
イ
）
　
〔
基
準
財
政
需
要
額×

（
１
６
０
／
１
０

０
）－

｛
基
準
財
政
収
入
額－

大
規
模
資
産
の

税
収
入
見
込
額
＋
（
大
規
模
資
産
の
課
税
定
額

×

大
規
模
資
産
の
個
数
）×

（
１
．
４
／
１
０

０
）×

（
７
５
／
１
０
０
）
｝
〕×

（
１
０
０
／

７
５
）×

（
１
０
０
／
１
．
４
）

（
ロ
）
　
〔
基
準
財
政
需
要
額×

（
１
８
０
／
１
０

０
）－

｛
基
準
財
政
収
入
額－

大
規
模
資
産
の

税
収
入
見
込
額
＋
（
在
来
資
産
の
課
税
標
準
額

＋
大
規
模
資
産
の
課
税
定
額×

新
設
資
産
の
個

数
）×

（
１
．
４
／
１
０
０
）×

（
７
５
／
１

０
０
）
｝
〕×

（
１
０
０
／
７
５
）×

（
１
０
０

／
１
．
４
）

（
ハ
）
　
〔
基
準
財
政
需
要
額×

（
２
０
０
／
１
０

０
）－

｛
基
準
財
政
収
入
額－

大
規
模
資
産
の

税
収
入
見
込
額
＋
（
在
来
資
産
及
び
第
三
次
資

産
の
課
税
標
準
額
＋
大
規
模
資
産
の
課
税
定
額

×
第
三
次
資
産
以
外
の
新
設
資
産
の
個
数
）×

（
１
．
４
／
１
０
０
）×

（
７
５
／
１
０
０
）
｝
〕

×

（
１
０
０
／
７
５
）×

（
１
０
０
／
１
．

４
）

（
ニ
）
　
〔
基
準
財
政
需
要
額×

（
２
０
０
／
１
０

０
）－

｛
基
準
財
政
収
入
額－

大
規
模
資
産
の

税
収
入
見
込
額
＋
（
在
来
資
産
の
課
税
標
準
額

＋
大
規
模
資
産
の
課
税
定
額×

新
設
資
産
の
個

数
）×

（
１
．
４
／
１
０
０
）×

（
７
５
／
１

０
０
）
｝
〕×

（
１
０
０
／
７
５
）×

（
１
０
０

／
１
．
４
）

（
ホ
）
　
〔
基
準
財
政
需
要
額×

（
２
２
０
／
１
０

０
）－

｛
基
準
財
政
収
入
額－

大
規
模
資
産
の

税
収
入
見
込
額
＋
（
在
来
資
産
及
び
第
一
次
資

産
以
外
の
新
設
資
産
の
課
税
標
準
額
＋
大
規
模

資
産
の
課
税
定
額×

第
一
次
資
産
の
個
数
）×

（
１
．
４
／
１
０
０
）×

（
７
５
／
１
０
０
）
｝
〕

×

（
１
０
０
／
７
５
）×

（
１
０
０
／
１
．

４
）

２
　
前
項
の
規
定
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語

の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
る
。

一
　
基
準
財
政
需
要
額
　
前
年
度
の
地
方
交
付
税
の
算

定
の
基
礎
と
な
つ
た
基
準
財
政
需
要
額
を
い
う
。

二
　
基
準
財
政
収
入
額
　
前
年
度
の
地
方
交
付
税
の
算

定
の
基
礎
と
な
つ
た
基
準
財
政
収
入
額
を
い
う
。

三
　
大
規
模
資
産
　
在
来
資
産
又
は
新
設
資
産
を
い

う
。

四
　
大
規
模
資
産
の
税
収
入
見
込
額
　
第
二
号
の
基
準

財
政
収
入
額
に
算
入
さ
れ
た
大
規
模
資
産
に
係
る
固

定
資
産
税
の
税
収
入
見
込
額
（
地
方
交
付
税
法
第
十

四
条
第
二
項
の
基
準
税
率
を
も
つ
て
算
定
し
た
税
収

入
見
込
額
を
い
う
。
）
を
い
う
。

五
　
課
税
標
準
額
　
法
第
三
百
四
十
九
条
の
四
又
は
第

三
百
四
十
九
条
の
五
の
規
定
に
よ
つ
て
大
規
模
資
産

の
所
在
す
る
市
町
村
が
課
す
る
こ
と
の
で
き
る
固
定

資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
を
い
う
。

六
　
課
税
定
額
　
法
第
三
百
四
十
九
条
の
四
第
一
項
の

表
の
上
欄
に
掲
げ
る
市
町
村
に
係
る
同
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
金
額
（
人
口
三
万
人
以
上
の
市
町
村
に
あ
つ

て
は
、
大
規
模
資
産
の
価
額
の
十
分
の
四
の
額
が
当

該
市
町
村
に
係
る
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
金
額
を
超

え
る
と
き
は
、
当
該
大
規
模
資
産
の
価
額
の
十
分
の

四
の
額
）
を
い
う
。

（
法
第
三
百
五
十
二
条
第
一
項
の
割
合
の
補
正
等
）

第
十
五
条
の
三
　
法
第
三
百
五
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す

る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
仕
上
部
分
の
程
度
と

す
る
。

２
　
第
七
条
の
三
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
法
第

三
百
五
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
建
物
の
区
分
所
有

等
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で

の
規
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
同
法
第
二
条
第
三
項
に

規
定
す
る
専
有
部
分
（
以
下
こ
の
条
か
ら
第
十
五
条
の

四
ま
で
に
お
い
て
「
専
有
部
分
」
と
い
う
。
）
の
床
面

積
の
割
合
の
補
正
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３
　
前
項
の
補
正
は
、
当
該
家
屋
の
区
分
所
有
者
（
建
物

の
区
分
所
有
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
項
に
規
定

す
る
区
分
所
有
者
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
全
員
が
専
有
部
分
の
天
井
の
高
さ
、
附
帯
設
備
の
程

度
又
は
仕
上
部
分
の
程
度
の
差
違
に
応
じ
て
協
議
し
て

定
め
た
補
正
の
方
法
を
当
該
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
市
町
村
長
に
申
し
出
た
場
合
に
お
い
て

当
該
市
町
村
長
が
当
該
補
正
の
方
法
に
よ
る
こ
と
が
適

当
と
認
め
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

当
該
補
正
の
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ

し
、
当
該
家
屋
に
係
る
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
第
七

条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
道
府
県
知
事
が
当
該
補

正
の
方
法
に
よ
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
る
も
の
が
あ
る

場
合
に
は
、
当
該
補
正
の
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で

き
る
。

（
法
第
三
百
五
十
二
条
第
二
項
の
割
合
の
補
正
等
）

第
十
五
条
の
三
の
二
　
法
第
三
百
五
十
二
条
第
二
項
に
規

定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
仕
上
部
分
の
程

度
と
す
る
。

２
　
第
七
条
の
三
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
法
第

三
百
五
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
同
項
各
号
に
定
め

る
専
有
部
分
の
床
面
積
の
居
住
用
超
高
層
建
築
物
の
全

て
の
専
有
部
分
の
床
面
積
の
合
計
に
対
す
る
割
合
の
補

正
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３
　
法
第
三
百
五
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
総

務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
補
正
し
た
専
有
部
分

の
床
面
積
は
、
同
項
に
規
定
す
る
居
住
用
超
高
層
建
築

物
の
全
て
の
専
有
部
分
の
床
面
積
の
合
計
か
ら
同
項
第

二
号
に
規
定
す
る
専
有
部
分
の
床
面
積
の
合
計
を
控
除

し
て
得
た
床
面
積
に
、
次
の
算
式
に
よ
り
計
算
し
た
同

項
第
一
号
に
規
定
す
る
人
の
居
住
の
用
に
供
す
る
専
有

部
分
に
係
る
数
値
を
当
該
居
住
用
超
高
層
建
築
物
に
お

け
る
全
て
の
人
の
居
住
の
用
に
供
す
る
専
有
部
分
に
係

る
当
該
数
値
の
合
計
で
除
し
た
数
値
を
乗
じ
た
も
の
と

す
る
。

人
の
居
住
の
用
に
供
す
る
専
有
部
分
の
床
面
積×

｛
１
０
０
＋
（
１
０
／
３
９
）×

（
人
の
居
住
の
用

に
供
す
る
専
有
部
分
が
所
在
す
る
階－

１
）
｝

４
　
第
二
項
の
補
正
は
、
当
該
居
住
用
超
高
層
建
築
物
の

区
分
所
有
者
の
全
員
が
専
有
部
分
の
天
井
の
高
さ
、
附

帯
設
備
の
程
度
又
は
仕
上
部
分
の
程
度
の
差
違
に
応
じ

て
協
議
し
て
定
め
た
補
正
の
方
法
を
当
該
市
町
村
の
条

例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
市
町
村
長
に
申
し
出
た
場

合
に
お
い
て
当
該
市
町
村
長
が
当
該
補
正
の
方
法
に
よ

る
こ
と
が
適
当
と
認
め
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
当
該
補
正
の
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で

き
る
。
た
だ
し
、
当
該
居
住
用
超
高
層
建
築
物
に
係
る

不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
第
七
条
の
三
の
二
第
四
項
の

規
定
に
よ
り
道
府
県
知
事
が
当
該
補
正
の
方
法
に
よ
る

こ
と
が
適
当
と
認
め
る
も
の
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該

補
正
の
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

５
　
第
三
項
の
補
正
は
、
当
該
居
住
用
超
高
層
建
築
物
の

区
分
所
有
者
の
全
員
が
当
該
居
住
用
超
高
層
建
築
物
の

各
階
ご
と
の
取
引
価
格
を
勘
案
し
て
協
議
し
て
定
め
た

補
正
の
方
法
（
当
該
補
正
を
行
わ
な
い
こ
と
と
す
る
も

の
を
含
む
。
）
を
当
該
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
市
町
村
長
に
申
し
出
た
場
合
に
お
い
て
当
該

市
町
村
長
が
当
該
補
正
の
方
法
に
よ
る
こ
と
が
適
当
と

認
め
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該

補
正
の
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、

当
該
居
住
用
超
高
層
建
築
物
に
係
る
不
動
産
取
得
税
に

つ
い
て
第
七
条
の
三
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
道
府

県
知
事
が
当
該
補
正
の
方
法
に
よ
る
こ
と
が
適
当
と
認

め
る
も
の
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
補
正
の
方
法
に
よ

り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
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（
法
第
三
百
五
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務

省
令
で
定
め
る
場
合
等
）

第
十
五
条
の
四
　
法
第
三
百
五
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規

定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場

合
と
す
る
。

一
　
法
第
三
百
五
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
共

用
土
地
で
同
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の

（
以
下
本
項
か
ら
第
四
項
ま
で
に
お
い
て
「
特
定
共

用
土
地
」
と
い
う
。
）
が
住
宅
用
地
（
法
第
三
百
四

十
九
条
の
三
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
住
宅
用
地
を

い
う
。
以
下
本
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
部
分

及
び
住
宅
用
地
以
外
の
土
地
で
あ
る
部
分
を
併
せ
有

す
る
土
地
で
あ
る
場
合

二
　
特
定
共
用
土
地
が
小
規
模
住
宅
用
地
（
法
第
三
百

四
十
九
条
の
三
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
小
規
模
住

宅
用
地
を
い
う
。
以
下
本
項
、
次
項
及
び
第
四
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
部
分
及
び
小
規
模
住
宅
用

地
以
外
の
住
宅
用
地
（
次
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て

「
一
般
住
宅
用
地
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
部
分
を
併
せ

有
す
る
土
地
で
あ
る
場
合

２
　
特
定
共
用
土
地
の
面
積
が
当
該
特
定
共
用
土
地
に
係

る
区
分
所
有
に
係
る
家
屋
の
床
面
積
の
十
倍
の
面
積
以

下
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
法
第
三
百
五
十
二
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
特
定
共
用
土
地
に
係
る
持
分

の
割
合
の
補
正
は
、
当
該
持
分
の
割
合
に
、
当
該
特
定

共
用
土
地
に
係
る
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
共
用
土
地

納
税
義
務
者
（
同
項
に
規
定
す
る
共
用
土
地
納
税
義
務

者
を
い
う
。
以
下
本
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
算
式
に
よ
り

計
算
し
た
数
値
を
乗
じ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

共
用
土
地
納
税
義
務
者
の

区
分

算
式

一
　
そ
の
全
部
が
人
の
居

住
の
用
に
供
さ
れ
る
専
有

部
分
（
そ
の
全
部
又
は
一

部
が
別
荘
（
政
令
第
三
十

六
条
第
二
項
に
規
定
す
る

別
荘
を
い
う
。
第
三
号
及

び
第
六
項
に
お
い
て
同
じ

。
）
の
用
に
供
さ
れ
る
も

の
を
除
く
。
次
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
を
所
有
す
る

各
共
用
土
地
納
税
義
務
者

で
当
該
特
定
共
用
土
地
の

面
積
に
当
該
持
分
の
割
合

を
乗
じ
て
得
た
面
積
が
二

百
平
方
メ
ー
ト
ル
（
当
該

（
１
／
Ａ
）×

（
（
Ｂ×

Ｃ
）

／
Ｄ
）

（
算
式
の
符
号
）

Ａ
　
当
該
特
定
共
用
土
地
に

係
る
固
定
資
産
税
の
課
税
標

準
と
な
る
べ
き
額

Ｂ
　
当
該
特
定
共
用
土
地
に

係
る
小
規
模
住
宅
用
地
で
あ

る
部
分
に
係
る
固
定
資
産
税

の
課
税
標
準
に
相
当
す
る
額

Ｃ
　
当
該
特
定
共
用
土
地
の

面
積

専
有
部
分
が
二
以
上
の
部

分
に
独
立
的
に
区
画
さ
れ

て
い
る
場
合
に
は
、
二
百

平
方
メ
ー
ト
ル
に
法
第
三

百
四
十
九
条
の
三
の
二
第

二
項
第
二
号
に
規
定
す
る

住
居
の
数
を
乗
じ
て
得
た

面
積
と
す
る
。
次
号
及
び

次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

以
下
と
な
る
持
分
を
有
す

る
も
の

Ｄ
　
当
該
特
定
共
用
土
地
に

係
る
小
規
模
住
宅
用
地
で
あ

る
部
分
の
面
積

二
　
そ
の
全
部
が
人
の
居

住
の
用
に
供
さ
れ
る
専
有

部
分
を
所
有
す
る
各
共
用

土
地
納
税
義
務
者
で
当
該

特
定
共
用
土
地
の
面
積
に

当
該
持
分
の
割
合
を
乗
じ

て
得
た
面
積
が
二
百
平
方

メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
こ
と

と
な
る
持
分
を
有
す
る
も

の

イ
　
（
１
／
Ａ
）×

｛
Ｂ×

（
（
Ｃ
＋
（
２
０
０
平
方
メ
ー

ト
ル×

Ｄ－

Ｅ×

Ｆ
）×

（

（
Ｅ×

Ｇ－

Ｃ
）
／
（
Ｅ×

Ｈ

－

２
０
０
平
方
メ
ー
ト
ル×

Ｉ
）
）
）
／
Ｊ
）
＋
Ｋ×

（
（
Ｅ

×

Ｇ－

Ｃ－

（
２
０
０
平
方

メ
ー
ト
ル×

Ｄ－

Ｅ×

Ｆ
）

×

（
（
Ｅ×

Ｇ－

Ｃ
）
／
（
Ｅ

×

Ｈ－

２
０
０
平
方
メ
ー
ト

ル×

Ｉ
）
）
）
／
Ｌ
）
｝×

（
１

／
Ｇ
）

ロ
　
（
１
／
Ａ
）×

（
（
Ｂ×

Ｅ
）
／
Ｊ
）

Ｊ＜

Ｅ×

（
Ｆ
＋
Ｈ
）
で
あ

る
場
合
に
あ
つ
て
は
イ
の
算

式
を
用
い
、
Ｊ≧

Ｅ×

（
Ｆ

＋
Ｈ
）
で
あ
る
場
合
に
あ
つ

て
は
ロ
の
算
式
を
用
い
る
。

（
算
式
の
符
号
）

Ａ
　
当
該
特
定
共
用
土
地
に

係
る
固
定
資
産
税
の
課
税
標

準
と
な
る
べ
き
額

Ｂ
　
当
該
特
定
共
用
土
地
に

係
る
小
規
模
住
宅
用
地
で
あ

る
部
分
に
係
る
固
定
資
産
税

の
課
税
標
準
に
相
当
す
る
額

Ｃ
　
２
０
０
平
方
メ
ー
ト
ル

（
当
該
専
有
部
分
が
２
以
上
の

部
分
に
独
立
的
に
区
画
さ
れ

て
い
る
場
合
に
は
、
２
０
０

平
方
メ
ー
ト
ル
に
法
第
３
４

９
条
の
３
の
２
第
２
項
第
２

号
に
規
定
す
る
住
居
の
数
を

乗
じ
て
得
た
面
積
と
す
る
。
）

Ｄ
　
前
号
に
掲
げ
る
各
共
用

土
地
納
税
義
務
者
が
所
有
す

る
専
有
部
分
の
数
（
２
以
上

の
部
分
に
独
立
的
に
区
画
さ

れ
て
い
る
専
有
部
分
を
所
有

す
る
各
共
用
土
地
納
税
義
務

者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
所
有

す
る
専
有
部
分
の
数
に
法
第

３
４
９
条
の
３
の
２
第
２
項

第
２
号
に
規
定
す
る
住
居
の

数
を
乗
じ
た
も
の
と
す
る
。

Ｉ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
合
算

し
た
も
の

Ｅ
　
当
該
特
定
共
用
土
地
の

面
積

Ｆ
　
前
号
に
掲
げ
る
各
共
用

土
地
納
税
義
務
者
の
当
該
特

定
共
用
土
地
に
係
る
持
分
の

割
合
を
合
算
し
た
も
の

Ｇ
　
当
該
持
分
の
割
合

Ｈ
　
本
号
に
掲
げ
る
各
共
用

土
地
納
税
義
務
者
の
当
該
特

定
共
用
土
地
に
係
る
持
分
の

割
合
を
合
算
し
た
も
の

Ｉ
　
本
号
に
掲
げ
る
各
共
用

土
地
納
税
義
務
者
が
所
有
す

る
専
有
部
分
の
数
を
合
算
し

た
も
の

Ｊ
　
当
該
特
定
共
用
土
地
に

係
る
小
規
模
住
宅
用
地
で
あ

る
部
分
の
面
積

Ｋ
　
当
該
特
定
共
用
土
地
に

係
る
一
般
住
宅
用
地
で
あ
る

部
分
に
係
る
固
定
資
産
税
の

課
税
標
準
に
相
当
す
る
額

Ｌ
　
当
該
特
定
共
用
土
地
に

係
る
一
般
住
宅
用
地
で
あ
る

部
分
の
面
積

三
　
人
の
居
住
の
用
に
供

す
る
部
分
（
別
荘
の
用
に

供
す
る
部
分
を
除
く
。
次

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を

有
し
な
い
専
有
部
分
を
所

有
す
る
各
共
用
土
地
納
税

義
務
者

（
Ａ－

（
Ｂ
＋
Ｃ
）
）
／
（
Ａ

×

Ｄ
）

（
算
式
の
符
号
）

Ａ
　
当
該
特
定
共
用
土
地
に

係
る
固
定
資
産
税
の
額

Ｂ
　
第
１
号
に
掲
げ
る
各
共

用
土
地
納
税
義
務
者
の
当
該

特
定
共
用
土
地
に
係
る
固
定

資
産
税
の
額
を
合
算
し
た
も

の

Ｃ
　
前
号
に
掲
げ
る
各
共
用

土
地
納
税
義
務
者
の
当
該
特

定
共
用
土
地
に
係
る
固
定
資

産
税
の
額
を
合
算
し
た
も
の

Ｄ
　
本
号
に
掲
げ
る
各
共
用

土
地
納
税
義
務
者
の
当
該
特

定
共
用
土
地
に
係
る
持
分
の

割
合
を
合
算
し
た
も
の

３
　
特
定
共
用
土
地
に
係
る
区
分
所
有
に
係
る
家
屋
の
専

有
部
分
で
人
の
居
住
の
用
に
供
す
る
部
分
及
び
人
の
居

住
の
用
に
供
す
る
部
分
以
外
の
部
分
を
併
せ
有
す
る
も

の
を
所
有
す
る
各
共
用
土
地
納
税
義
務
者
（
以
下
本
項

に
お
い
て
「
併
用
専
有
部
分
に
係
る
共
用
土
地
納
税
義

務
者
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
併
用
専

有
部
分
に
係
る
共
用
土
地
納
税
義
務
者
の
当
該
特
定
共

用
土
地
に
係
る
持
分
の
割
合
（
以
下
本
項
に
お
い
て

「
特
定
割
合
」
と
い
う
。
）
に
当
該
人
の
居
住
の
用
に
供

す
る
部
分
の
床
面
積
の
当
該
専
有
部
分
の
床
面
積
に
対

す
る
割
合
（
以
下
本
項
に
お
い
て
「
居
住
割
合
」
と
い

う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
数
値
を
当
該
特
定
共
用
土
地
の

面
積
に
乗
じ
て
得
た
面
積
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下

で
あ
る
と
き
は
当
該
併
用
専
有
部
分
に
係
る
共
用
土
地

納
税
義
務
者
を
も
つ
て
前
項
の
表
の
第
一
号
及
び
第
三

号
に
掲
げ
る
各
共
用
土
地
納
税
義
務
者
と
み
な
し
、
当

該
面
積
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
と
き
は
当
該

併
用
専
有
部
分
に
係
る
共
用
土
地
納
税
義
務
者
を
も
つ

て
同
表
の
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
各
共
用
土
地

納
税
義
務
者
と
み
な
し
、
特
定
割
合
に
居
住
割
合
を
乗

じ
て
得
た
数
値
を
も
つ
て
当
該
第
一
号
又
は
第
二
号
に

掲
げ
る
各
共
用
土
地
納
税
義
務
者
の
当
該
特
定
共
用
土

地
に
係
る
持
分
の
割
合
と
み
な
し
、
特
定
割
合
に
当
該

人
の
居
住
の
用
に
供
す
る
部
分
以
外
の
部
分
の
床
面
積

の
当
該
専
有
部
分
の
床
面
積
に
対
す
る
割
合
を
乗
じ
て

得
た
数
値
を
も
つ
て
当
該
第
三
号
に
掲
げ
る
各
共
用
土

地
納
税
義
務
者
の
当
該
特
定
共
用
土
地
に
係
る
持
分
の

割
合
と
み
な
し
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
当
該
併
用
専
有
部
分
に
係
る
共
用
土

地
納
税
義
務
者
に
つ
い
て
は
、
次
の
算
式
に
よ
り
計
算

し
た
数
値
を
も
つ
て
当
該
併
用
専
有
部
分
に
係
る
共
用

土
地
納
税
義
務
者
の
当
該
特
定
共
用
土
地
に
係
る
持
分

の
割
合
に
乗
ず
る
べ
き
数
値
と
す
る
。

算
式

α
×

Ｋ
＋β

×

（
１－

Ｋ
）

（
算
式
の
符
号
）

α

　
前
項
の
表
の
第
１
号
又
は
第
２
号
に
定
め
る
算

式
に
よ
り
計
算
し
た
数
値
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β

　
前
項
の
表
の
第
３
号
に
定
め
る
算
式
に
よ
り
計

算
し
た
数
値

Ｋ
　
居
住
割
合

４
　
前
二
項
の
規
定
は
、
特
定
共
用
土
地
の
面
積
が
当
該

特
定
共
用
土
地
に
係
る
区
分
所
有
に
係
る
家
屋
の
床
面

積
の
十
倍
の
面
積
を
超
え
る
場
合
に
お
け
る
法
第
三
百

五
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
特
定
共
用

土
地
に
係
る
持
分
の
割
合
の
補
正
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
又
は
算
式
は
、
そ

れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
又
は
算
式
に
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

第

二

項

の

表

の

第

一

号

当
該
特
定
共
用

土
地
の
面
積

当
該
特
定
共
用
土
地
に
係
る
区

分
所
有
に
係
る
家
屋
の
床
面
積

の
十
倍
の
面
積

（
１
／
Ａ
）×

（
（
Ｂ×

Ｃ
）
／

Ｄ
）

（
１
／
Ａ
）×

（
（
（
Ｂ×
Ｅ
）
／

Ｄ
）
＋
Ｆ×

（
（
Ｃ－

Ｅ
）
／

Ｇ
）
）

Ｄ
　
当
該
特
定

共
用
土
地
に
係

る
小
規
模
住
宅

用
地
で
あ
る
部

分
の
面
積

Ｄ
　
当
該
特
定
共
用
土
地
に
係

る
小
規
模
住
宅
用
地
で
あ
る
部

分
の
面
積

Ｅ
　
当
該
特
定
共
用
土
地
に
係

る
区
分
所
有
に
係
る
家
屋
の
床

面
積
の
１
０
倍
の
面
積

Ｆ
　
当
該
特
定
共
用
土
地
に
係

る
住
宅
用
地
以
外
の
土
地
（
以

下
本
項
に
お
い
て
「
非
住
宅
用

地
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
部
分
に

係
る
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準

に
相
当
す
る
額

Ｇ
　
当
該
特
定
共
用
土
地
に
係

る
非
住
宅
用
地
で
あ
る
部
分
の

面
積

第

二

項

の

表

の

第

二

号

当
該
特
定
共
用

土
地
の
面
積

当
該
特
定
共
用
土
地
に
係
る
区

分
所
有
に
係
る
家
屋
の
床
面
積

の
十
倍
の
面
積

（
１
／
Ａ
）×

｛
Ｂ×

（
（
Ｃ
＋

（
２
０
０
平
方
メ

ー
ト
ル×

Ｄ－

Ｅ×

Ｆ
）×

（

（
Ｅ×

Ｇ－

Ｃ
）

／
（
Ｅ×

Ｈ－

２
０
０
平
方
メ

ー
ト
ル×

Ｉ
）
）
）

／
Ｊ
）
＋
Ｋ×

（
（
Ｅ×

Ｇ－

Ｃ
（
１
／
Ａ
）×

〔
｛
Ｂ×

（
（
Ｃ
＋

（
２
０
０
平
方
メ
ー
ト
ル×

Ｄ－

Ｍ×

Ｆ
）×

（
（
Ｍ×

Ｇ－

Ｃ
）

／
（
Ｍ×

Ｈ－

２
０
０
平
方
メ

ー
ト
ル×

Ｉ
）
）
）
／
Ｊ
）
＋
Ｋ

×

（
（
Ｍ×

Ｇ－

Ｃ－

（
２
０
０

平
方
メ
ー
ト
ル×

Ｄ－

Ｍ×

Ｆ
）

×

（
（
Ｍ×

Ｇ－

Ｃ
）
／
（
Ｍ×

Ｈ－

２
０
０
平
方
メ
ー
ト
ル×

－

（
２
０
０
平

方
メ
ー
ト
ル×

Ｄ－

Ｅ×

Ｆ
）

×

（
（
Ｅ×

Ｇ－

Ｃ
）
／
（
Ｅ×

Ｈ－

２
０
０
平

方
メ
ー
ト
ル×

Ｉ
）
）
）
／
Ｌ
）
｝

×

（
１
／
Ｇ
）

Ｉ
）
）
）
／
Ｌ
）
｝×

（
１
／
Ｇ
）

＋
Ｎ×

（
（
Ｅ－

Ｍ
）
／
Ｏ
）
〕

（
１
／
Ａ
）×

（
（
Ｂ×

Ｅ
）
／

Ｊ
）

（
１
／
Ａ
）×

（
（
（
Ｂ×

Ｍ
）
／

Ｊ
）
＋
Ｎ×

（
（
Ｅ－

Ｍ
）
／

Ｏ
）
）

Ｅ×

（
Ｆ
＋
Ｈ
）
Ｍ×

（
Ｆ
＋
Ｈ
）

Ｌ
　
当
該
特
定

共
用
土
地
に
係

る
一
般
住
宅
用

地
で
あ
る
部
分

の
面
積

Ｌ
　
当
該
特
定
共
用
土
地
に
係

る
一
般
住
宅
用
地
で
あ
る
部
分

の
面
積

Ｍ
　
当
該
特
定
共
用
土
地
に
係

る
区
分
所
有
に
係
る
家
屋
の
床

面
積
の
１
０
倍
の
面
積

Ｎ
　
当
該
特
定
共
用
土
地
に
係

る
非
住
宅
用
地
で
あ
る
部
分
に

係
る
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準

に
相
当
す
る
額

Ｏ
　
当
該
特
定
共
用
土
地
に
係

る
非
住
宅
用
地
で
あ
る
部
分
の

面
積

第

三

項

当
該
特
定
共
用

土
地
の
面
積

当
該
特
定
共
用
土
地
に
係
る
区

分
所
有
に
係
る
家
屋
の
床
面
積

の
十
倍
の
面
積

５
　
法
第
三
百
五
十
二
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
総
務

省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
　
法
第
三
百
五
十
二
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
被

災
共
用
土
地
（
以
下
本
項
か
ら
第
九
項
ま
で
に
お
い

て
「
被
災
共
用
土
地
」
と
い
う
。
）
が
法
第
三
百
四

十
九
条
の
三
の
三
第
一
項
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
住
宅
用

地
と
み
な
さ
れ
た
土
地
（
以
下
本
項
に
お
い
て
「
住

宅
用
地
と
み
な
さ
れ
た
土
地
」
と
い
う
。
）
で
あ
る

部
分
及
び
住
宅
用
地
と
み
な
さ
れ
た
土
地
以
外
の
土

地
で
あ
る
部
分
を
併
せ
有
す
る
土
地
で
あ
る
場
合

二
　
被
災
共
用
土
地
が
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
の
三

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法

第
三
百
四
十
九
条
の
三
の
二
第
二
項
の
規
定
の
適
用

を
受
け
る
土
地
（
以
下
本
号
及
び
次
項
に
お
い
て

「
小
規
模
み
な
し
住
宅
用
地
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
部

分
及
び
小
規
模
み
な
し
住
宅
用
地
以
外
の
住
宅
用
地

と
み
な
さ
れ
た
土
地
（
次
項
に
お
い
て
「
一
般
み
な

し
住
宅
用
地
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
部
分
を
併
せ
有

す
る
土
地
で
あ
る
場
合

６
　
被
災
共
用
土
地
の
面
積
が
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係

る
被
災
区
分
所
有
家
屋
（
法
第
三
百
五
十
二
条
の
二
第

三
項
に
規
定
す
る
被
災
区
分
所
有
家
屋
を
い
う
。
次
項

及
び
第
九
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
床
面
積
の
十
倍
の

面
積
以
下
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
同
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
る
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る
持
分
の
割
合
の
補

正
は
、
当
該
持
分
の
割
合
に
、
当
該
被
災
共
用
土
地
に

係
る
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
被
災
共
用
土
地
納
税
義

務
者
（
同
項
に
規
定
す
る
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者

を
い
う
。
以
下
本
項
か
ら
第
八
項
ま
で
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
算
式

に
よ
り
計
算
し
た
数
値
を
乗
じ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
の

区
分

算
式

一
　
次
に
掲
げ
る
各
被
災
共
用

土
地
納
税
義
務
者

イ
　
被
災
年
度
（
法
第
三
百
四

十
九
条
の
三
の
三
第
一
項
に
規

定
す
る
被
災
年
度
を
い
う
。
以

下
本
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
係
る
賦
課
期
日
に
お
い

て
そ
の
全
部
が
人
の
居
住
の
用

に
供
さ
れ
て
い
た
専
有
部
分

（
そ
の
全
部
又
は
一
部
が
別
荘
の

用
に
供
さ
れ
て
い
た
も
の
を
除

く
。
以
下
本
号
及
び
次
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
を
震
災
等
（
法
第

三
百
四
十
九
条
の
三
の
三
第
一

項
に
規
定
す
る
震
災
等
を
い
う
。

以
下
本
項
か
ら
第
八
項
ま
で
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
発
生
し
た
日

に
お
い
て
所
有
し
て
い
た
者

（
以
下
本
項
に
お
い
て
「
特
例
対

象
者
」
と
い
う
。
）
で
当
該
被
災

年
度
の
翌
年
度
又
は
翌
々
年
度

に
係
る
賦
課
期
日
に
お
い
て
当

該
被
災
共
用
土
地
の
面
積
に
そ

の
者
の
当
該
被
災
共
用
土
地
に

係
る
共
有
持
分
（
震
災
等
の
発

生
し
た
日
の
翌
日
以
後
に
そ
の

者
が
取
得
し
た
当
該
被
災
共
用

土
地
に
係
る
共
有
持
分
を
除
く
。

以
下
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
割

合
を
乗
じ
て
得
た
面
積
が
二
百

平
方
メ
ー
ト
ル
（
当
該
専
有
部

（
１
／
Ａ
）×

（
（
Ｂ×

Ｃ
）
／
Ｄ
）

（
算
式
の
符
号
）

Ａ
　
当
該
被
災
共
用
土

地
に
係
る
固
定
資
産
税

の
課
税
標
準
と
な
る
べ

き
額

Ｂ
　
当
該
被
災
共
用
土

地
に
係
る
小
規
模
み
な

し
住
宅
用
地
で
あ
る
部

分
に
係
る
固
定
資
産
税

の
課
税
標
準
に
相
当
す

る
額

Ｃ
　
当
該
被
災
共
用
土

地
の
面
積

Ｄ
　
当
該
被
災
共
用
土

地
に
係
る
小
規
模
み
な

し
住
宅
用
地
で
あ
る
部

分
の
面
積

分
が
二
以
上
の
部
分
に
独
立
的

に
区
画
さ
れ
て
い
た
場
合
に
は
、

二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
に
当
該
専

有
部
分
に
存
し
た
住
居
の
数
を

乗
じ
て
得
た
面
積
と
す
る
。
以

下
本
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
以
下
と
な
る
当
該
共
有
持

分
を
有
し
て
い
る
も
の

ロ
　
政
令
第
五
十
二
条
の
十
三

第
三
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま

で
の
規
定
に
よ
り
特
例
対
象
者

か
ら
そ
の
者
が
震
災
等
の
発
生

し
た
日
に
お
い
て
有
し
て
い
た

当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る
共

有
持
分
（
以
下
本
項
及
び
次
項

に
お
い
て
「
特
定
共
有
持
分
」

と
い
う
。
）
を
取
得
し
た
同
条
第

四
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
相

続
人
等
（
同
条
第
三
項
第
三
号

又
は
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
相

続
人
等
か
ら
特
定
共
有
持
分
を

取
得
し
た
相
続
人
等
を
含
む
。

以
下
本
項
に
お
い
て
「
相
続
人

等
」
と
い
う
。
）
で
被
災
年
度
の

翌
年
度
又
は
翌
々
年
度
に
係
る

賦
課
期
日
に
お
い
て
当
該
被
災

共
用
土
地
の
面
積
に
そ
の
者
の

当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る
特

定
共
有
持
分
の
割
合
（
当
該
相

続
人
等
に
係
る
特
例
対
象
者
に

つ
き
相
続
人
等
が
複
数
あ
る
場

合
に
は
、
当
該
特
例
対
象
者
に

係
る
各
相
続
人
等
の
当
該
被
災

共
用
土
地
に
係
る
特
定
共
有
持

分
の
割
合
を
合
算
し
た
も
の
と

す
る
。
次
号
に
お
い
て
「
相
続

等
に
係
る
特
定
共
有
持
分
の
割

合
」
と
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た

面
積
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以

下
と
な
る
当
該
特
定
共
有
持
分

を
有
し
て
い
る
も
の

二
　
次
に
掲
げ
る
各
被
災
共
用

土
地
納
税
義
務
者

イ
　
特
例
対
象
者
で
被
災
年
度

の
翌
年
度
又
は
翌
々
年
度
に
係

る
賦
課
期
日
に
お
い
て
当
該
被

災
共
用
土
地
の
面
積
に
そ
の
者

イ
　
（
１
／
Ａ
）×

｛
Ｂ×

（
（
Ｃ
＋
（
２
０

０
平
方
メ
ー
ト
ル×

Ｄ

－

Ｅ×

Ｆ
）×

（
（
Ｅ

×

Ｇ－

Ｃ
）
／
（
Ｅ×

Ｈ－

２
０
０
平
方
メ
ー
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の
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る

共
有
持
分
（
震
災
等
の
発
生
し

た
日
の
翌
日
以
後
に
そ
の
者
が

取
得
し
た
当
該
被
災
共
用
土
地

に
係
る
共
有
持
分
を
除
く
。
以

下
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
割
合

を
乗
じ
て
得
た
面
積
が
二
百
平

方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
こ
と
と

な
る
当
該
共
有
持
分
を
有
し
て

い
る
も
の

ロ
　
相
続
人
等
で
被
災
年
度
の

翌
年
度
又
は
翌
々
年
度
に
係
る

賦
課
期
日
に
お
い
て
当
該
被
災

共
用
土
地
の
面
積
に
相
続
等
に

係
る
特
定
共
有
持
分
の
割
合
を

乗
じ
て
得
た
面
積
が
二
百
平
方

メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
こ
と
と
な

る
当
該
特
定
共
有
持
分
を
有
し

て
い
る
も
の

ト
ル×

Ｉ
）
）
）
／
Ｊ
）

＋
Ｋ×

（
（
Ｅ×

Ｇ－

Ｃ－

（
２
０
０
平
方
メ

ー
ト
ル×

Ｄ－

Ｅ×

Ｆ
）×

（
（
Ｅ×

Ｇ－

Ｃ
）
／
（
Ｅ×

Ｈ－

２

０
０
平
方
メ
ー
ト
ル×

Ｉ
）
）
）
／
Ｌ
）
｝×

（
１
／
Ｇ
）

ロ
　
（
１
／
Ａ
）×

（

（
Ｂ×

Ｅ
）
／
Ｊ
）
）

Ｊ＜

Ｅ×

（
Ｆ
＋
Ｈ
）

で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て

は
イ
の
算
式
を
用
い
、

Ｊ≧

Ｅ×
（
Ｆ
＋
Ｈ
）

で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て

は
ロ
の
算
式
を
用
い

る
。

（
算
式
の
符
号
）

Ａ
　
当
該
被
災
共
用
土

地
に
係
る
固
定
資
産
税

の
課
税
標
準
と
な
る
べ

き
額

Ｂ
　
当
該
被
災
共
用
土

地
に
係
る
小
規
模
み
な

し
住
宅
用
地
で
あ
る
部

分
に
係
る
固
定
資
産
税

の
課
税
標
準
に
相
当
す

る
額

Ｃ
　
２
０
０
平
方
メ
ー

ト
ル
（
前
号
イ
に
掲
げ

る
被
災
共
用
土
地
納
税

義
務
者
又
は
同
号
ロ
に

掲
げ
る
相
続
人
等
に
係

る
特
例
対
象
者
（
Ｄ
に

お
い
て
「
専
有
部
分
の

従
前
所
有
者
」
と
い

う
。
）
が
所
有
し
て
い

た
専
有
部
分
が
２
以
上

の
部
分
に
独
立
的
に
区

画
さ
れ
て
い
た
場
合
に

は
、
２
０
０
平
方
メ
ー

ト
ル
に
当
該
専
有
部
分

に
存
し
た
住
居
の
数

（
Ｄ
及
び
Ｉ
に
お
い
て

「
専
有
部
分
の
住
居
数
」

と
い
う
。
）
を
乗
じ
て

得
た
面
積
と
す
る
。
）

Ｄ
　
各
専
有
部
分
の
従

前
所
有
者
が
所
有
し
て

い
た
専
有
部
分
の
数

（
２
以
上
の
部
分
に
独

立
的
に
区
画
さ
れ
て
い

た
専
有
部
分
を
所
有
し

て
い
た
専
有
部
分
の
従

前
所
有
者
に
あ
つ
て

は
、
そ
の
所
有
し
て
い

た
当
該
専
有
部
分
の
数

に
専
有
部
分
の
住
居
数

を
乗
じ
た
も
の
と
す

る
。
）
を
合
算
し
た
も

のＥ
　
当
該
被
災
共
用
土

地
の
面
積

Ｆ
　
前
号
に
掲
げ
る
各

被
災
共
用
土
地
納
税
義

務
者
の
被
災
年
度
の
翌

年
度
又
は
翌
々
年
度
に

係
る
賦
課
期
日
に
お
け

る
当
該
被
災
共
用
土
地

に
係
る
同
号
の
共
有
持

分
又
は
特
定
共
有
持
分

の
割
合
を
合
算
し
た

も
の

Ｇ
　
本
号
に
掲
げ
る
各

被
災
共
用
土
地
納
税
義

務
者
の
被
災
年
度
の
翌

年
度
又
は
翌
々
年
度
に

係
る
賦
課
期
日
に
お
け

る
当
該
被
災
共
用
土
地

に
係
る
同
号
の
共
有
持

分
又
は
特
定
共
有
持
分

の
割
合

Ｈ
　
本
号
に
掲
げ
る
各

被
災
共
用
土
地
納
税
義

務
者
の
被
災
年
度
の
翌

年
度
又
は
翌
々
年
度
に

係
る
賦
課
期
日
に
お
け

る
当
該
被
災
共
用
土
地

に
係
る
同
号
の
共
有
持

分
又
は
特
定
共
有
持
分

の
割
合
を
合
算
し
た

も
の

Ｉ
　
本
号
イ
に
掲
げ
る

被
災
共
用
土
地
納
税
義

務
者
又
は
同
号
ロ
に
掲

げ
る
相
続
人
等
に
係
る

特
例
対
象
者
（
以
下
Ｉ

に
お
い
て
「
専
有
部
分

の
従
前
所
有
者
」
と
い

う
。
）
が
そ
れ
ぞ
れ
所

有
し
て
い
た
専
有
部
分

の
数
（
２
以
上
の
部
分

に
独
立
的
に
区
画
さ
れ

て
い
た
専
有
部
分
を
所

有
し
て
い
た
専
有
部
分

の
従
前
所
有
者
に
あ
つ

て
は
、
そ
の
所
有
し
て

い
た
当
該
専
有
部
分
の

数
に
専
有
部
分
の
住
居

数
を
乗
じ
た
も
の
と
す

る
。
）
を
合
算
し
た
も

のＪ
　
当
該
被
災
共
用
土

地
に
係
る
小
規
模
み
な

し
住
宅
用
地
で
あ
る
部

分
の
面
積

Ｋ
　
当
該
被
災
共
用
土

地
に
係
る
一
般
み
な
し

住
宅
用
地
で
あ
る
部
分

に
係
る
固
定
資
産
税
の

課
税
標
準
に
相
当
す

る
額

Ｌ
　
当
該
被
災
共
用
土

地
に
係
る
一
般
み
な
し

住
宅
用
地
で
あ
る
部
分

の
面
積

三
　
次
に
掲
げ
る
被
災
共
用
土

地
納
税
義
務
者

イ
　
被
災
年
度
に
係
る
賦
課
期

日
に
お
い
て
人
の
居
住
の
用
に

供
す
る
部
分
（
別
荘
の
用
に
供

す
る
部
分
を
除
く
。
次
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
を
有
し
な
い
専
有

部
分
を
有
し
て
い
た
者

ロ
　
震
災
等
の
発
生
し
た
日
の

翌
日
以
後
に
当
該
被
災
共
用
土

地
に
係
る
共
有
持
分
を
取
得
し

た
者
（
相
続
人
等
を
除
く
。
）

（
（
Ａ－

（
Ｂ
＋
Ｃ
）
）

／
（
Ａ×

Ｄ
）
）

（
算
式
の
符
号
）

Ａ
　
当
該
被
災
共
用
土

地
に
係
る
固
定
資
産
税

の
額

Ｂ
　
第
１
号
に
掲
げ
る

各
被
災
共
用
土
地
納
税

義
務
者
の
当
該
被
災
共

用
土
地
に
係
る
固
定
資

産
税
の
額
を
合
算
し
た

も
の

Ｃ
　
前
号
に
掲
げ
る
各

被
災
共
用
土
地
納
税
義

務
者
の
当
該
被
災
共
用

土
地
に
係
る
固
定
資
産

税
の
額
を
合
算
し
た

も
の

Ｄ
　
本
号
に
掲
げ
る
各

被
災
共
用
土
地
納
税
義

務
者
の
被
災
年
度
の
翌

年
度
又
は
翌
々
年
度
に

係
る
賦
課
期
日
に
お
け

る
当
該
被
災
共
用
土
地

に
係
る
共
有
持
分
の
割

合
を
合
算
し
た
も
の

７
　
被
災
共
用
土
地
に
係
る
被
災
区
分
所
有
家
屋
の
専
有

部
分
で
被
災
年
度
に
係
る
賦
課
期
日
に
お
い
て
人
の
居

住
の
用
に
供
す
る
部
分
及
び
人
の
居
住
の
用
に
供
す
る

部
分
以
外
の
部
分
を
併
せ
有
し
て
い
た
も
の
（
以
下
本

項
に
お
い
て
「
併
用
専
有
部
分
」
と
い
う
。
）
を
震
災

等
の
発
生
し
た
日
に
お
い
て
所
有
し
て
い
た
者
（
以
下

本
項
に
お
い
て
「
特
例
対
象
者
」
と
い
う
。
）
で
被
災

共
用
土
地
納
税
義
務
者
で
あ
る
も
の
又
は
政
令
第
五
十

二
条
の
十
三
第
三
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
規
定

に
よ
り
特
例
対
象
者
か
ら
そ
の
者
が
震
災
等
の
発
生
し

た
日
に
お
い
て
有
し
て
い
た
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係

る
共
有
持
分
（
以
下
本
項
に
お
い
て
「
特
例
適
用
共
有

持
分
」
と
い
う
。
）
を
取
得
し
た
同
条
第
四
項
第
一
号

イ
に
規
定
す
る
相
続
人
等
（
同
条
第
三
項
第
三
号
又
は

第
五
号
の
規
定
に
よ
り
相
続
人
等
か
ら
特
例
適
用
共
有

持
分
を
取
得
し
た
相
続
人
等
を
含
む
。
以
下
本
項
に
お

い
て
「
相
続
人
等
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
場
合
に
は
、

当
該
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
で
あ
る
も
の
又
は
当

該
相
続
人
等
（
以
下
本
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
併
用

専
有
部
分
に
係
る
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
」
と
い

う
。
）
の
被
災
年
度
の
翌
年
度
又
は
翌
々
年
度
に
係
る

賦
課
期
日
に
お
け
る
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る
特
例

適
用
共
有
持
分
の
割
合
（
当
該
相
続
人
等
に
係
る
特
例

対
象
者
に
つ
き
相
続
人
等
が
複
数
あ
る
場
合
に
は
、
当

該
特
例
対
象
者
に
係
る
各
相
続
人
等
の
当
該
被
災
共
用

土
地
に
係
る
特
例
適
用
共
有
持
分
の
割
合
を
合
算
し
た

も
の
と
す
る
。
以
下
本
項
に
お
い
て
「
特
定
割
合
」
と

い
う
。
）
に
当
該
人
の
居
住
の
用
に
供
す
る
部
分
の
床

面
積
の
当
該
専
有
部
分
の
床
面
積
に
対
す
る
割
合
（
以

下
本
項
に
お
い
て
「
居
住
割
合
」
と
い
う
。
）
を
乗
じ

て
得
た
数
値
を
当
該
被
災
共
用
土
地
の
面
積
に
乗
じ
て

得
た
面
積
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
と
き
は

当
該
併
用
専
有
部
分
に
係
る
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務

者
を
も
つ
て
前
項
の
表
の
第
一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ

る
各
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
と
み
な
し
、
当
該
面

積
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
と
き
は
当
該
併
用
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専
有
部
分
に
係
る
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
を
も
つ

て
同
表
の
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
各
被
災
共
用

土
地
納
税
義
務
者
と
み
な
し
、
特
定
割
合
に
居
住
割
合

を
乗
じ
て
得
た
数
値
を
も
つ
て
当
該
第
一
号
又
は
第
二

号
に
掲
げ
る
各
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
の
被
災
年

度
の
翌
年
度
又
は
翌
々
年
度
に
係
る
賦
課
期
日
に
お
け

る
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る
共
有
持
分
又
は
特
定
共

有
持
分
の
割
合
と
み
な
し
、
特
定
割
合
に
当
該
人
の
居

住
の
用
に
供
す
る
部
分
以
外
の
部
分
の
床
面
積
の
当
該

専
有
部
分
の
床
面
積
に
対
す
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
数

値
を
も
つ
て
当
該
第
三
号
に
掲
げ
る
各
被
災
共
用
土
地

納
税
義
務
者
の
被
災
年
度
の
翌
年
度
又
は
翌
々
年
度
に

係
る
賦
課
期
日
に
お
け
る
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る

共
有
持
分
の
割
合
と
み
な
し
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
併
用
専
有
部
分
に

係
る
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
に
つ
い
て
は
、
次
の

算
式
に
よ
り
計
算
し
た
数
値
を
も
つ
て
当
該
併
用
専
有

部
分
に
係
る
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
の
当
該
被
災

共
用
土
地
に
係
る
持
分
の
割
合
に
乗
ず
る
べ
き
数
値
と

す
る
。

算
式

α
×

Ｋ
＋β

×

（
１－

Ｋ
）

（
算
式
の
符
号
）

α

　
前
項
の
表
の
第
１
号
又
は
第
２
号
に
定
め
る
算

式
に
よ
り
計
算
し
た
数
値

β

　
前
項
の
表
の
第
３
号
に
定
め
る
算
式
に
よ
り
計

算
し
た
数
値

Ｋ
　
居
住
割
合

８
　
第
六
項
の
表
の
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
掲
げ
る

被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
又
は
併
用
専
有
部
分
に
係

る
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
が
震
災
等
の
発
生
し
た

日
の
翌
日
以
後
に
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る
共
有
持

分
（
政
令
第
五
十
二
条
の
十
三
第
三
項
第
三
号
か
ら
第

五
号
ま
で
の
規
定
に
よ
り
そ
の
者
が
取
得
し
た
共
有
持

分
を
除
く
。
以
下
本
項
に
お
い
て
「
新
た
な
共
有
持

分
」
と
い
う
。
）
を
取
得
し
た
場
合
に
は
、
当
該
新
た

な
共
有
持
分
に
つ
い
て
は
、
当
該
新
た
な
共
有
持
分
を

取
得
し
た
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
を
も
つ
て
同
表

の
第
三
号
に
掲
げ
る
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
の
一

人
と
み
な
し
、
当
該
新
た
な
共
有
持
分
の
面
積
の
当
該

被
災
共
用
土
地
の
面
積
に
対
す
る
割
合
を
同
表
の
第
三

号
に
掲
げ
る
各
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
の
当
該
被

災
共
用
土
地
に
係
る
共
有
持
分
の
割
合
と
み
な
し
て
、

第
六
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

９
　
前
三
項
の
規
定
は
、
被
災
共
用
土
地
の
面
積
が
当
該

被
災
共
用
土
地
に
係
る
被
災
区
分
所
有
家
屋
の
床
面
積

の
十
倍
の
面
積
を
超
え
る
場
合
に
お
け
る
法
第
三
百
五

十
二
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
被
災
共
用
土

地
に
係
る
持
分
の
割
合
の
補
正
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定

中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
又
は
算
式
は
、
そ
れ
ぞ

れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
又
は
算
式
に
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。

第六項の表の第一号

当
該
被
災
共
用

土
地
の
面
積

当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る
被
災

区
分
所
有
家
屋
の
床
面
積
の
十
倍

の
面
積

（
１
／
Ａ
）×

（

（
Ｂ×

Ｃ
）
／

Ｄ
）

（
１
／
Ａ
）×

（
（
（
Ｂ×

Ｅ
）
／

Ｄ
）
＋
Ｆ×

（
（
Ｃ－

Ｅ
）
／

Ｇ
）
）

　

Ｄ
　
当
該
被
災

共
用
土
地
に
係

る
小
規
模
み
な

し
住
宅
用
地
で

あ
る
部
分
の
面

積

Ｄ
　
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る

小
規
模
み
な
し
住
宅
用
地
で
あ
る

部
分
の
面
積

Ｅ
　
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る

被
災
区
分
所
有
家
屋
の
床
面
積
の

１
０
倍
の
面
積

Ｆ
　
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る

住
宅
用
地
と
み
な
さ
れ
た
土
地
以

外
の
土
地
（
以
下
本
号
及
び
次
号

に
お
い
て
「
非
み
な
し
住
宅
用

地
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
部
分
に

係
る
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
に

相
当
す
る
額

Ｇ
　
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る

非
み
な
し
住
宅
用
地
で
あ
る
部
分

の
面
積

第六項の表の第二号

当
該
被
災
共
用

土
地
の
面
積

当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る
被
災

区
分
所
有
家
屋
の
床
面
積
の
十
倍

の
面
積

（
１
／
Ａ
）×

｛
Ｂ×

（
（
Ｃ
＋

（
２
０
０
平
方
メ

ー
ト
ル×

Ｄ－

Ｅ×

Ｆ
）×

（

（
Ｅ×

Ｇ－

Ｃ
）

／
（
Ｅ×

Ｈ－

２
０
０
平
方
メ

ー
ト
ル×

Ｉ
）
）
）

／
Ｊ
）
＋
Ｋ×

（
（
Ｅ×

Ｇ－

Ｃ

－

（
２
０
０
平

方
メ
ー
ト
ル×

（
１
／
Ａ
）×

（
｛
Ｂ×

（
（
Ｃ
＋

（
２
０
０
平
方
メ
ー
ト
ル×

Ｄ－

Ｍ×

Ｆ
）×

（
（
Ｍ×

Ｇ－

Ｃ
）

／
（
Ｍ×

Ｈ－

２
０
０
平
方
メ
ー

ト
ル×

Ｉ
）
）
）
／
Ｊ
）
＋
Ｋ×

（
（
Ｍ×

Ｇ－

Ｃ－

（
２
０
０
平
方

メ
ー
ト
ル×

Ｄ－

Ｍ×

Ｆ
）×

（
（
Ｍ×

Ｇ－

Ｃ
）
／
（
Ｍ×

Ｈ－

２
０
０
平
方
メ
ー
ト
ル×

Ｉ
）
）
）

／
Ｌ
）
｝×

（
１
／
Ｇ
）
＋
Ｎ×

（
（
Ｅ－

Ｍ
）
／
Ｏ
）
）

Ｄ－

Ｅ×

Ｆ
）

×

（
（
Ｅ×

Ｇ－

Ｃ
）
／
（
Ｅ×

Ｈ－

２
０
０
平

方
メ
ー
ト
ル×

Ｉ
）
）
）
／
Ｌ
）
｝

×

（
１
／
Ｇ
）

　

（
１
／
Ａ
）×

（

（
Ｂ×

Ｅ
）
／

Ｊ
）

（
１
／
Ａ
）×

（
（
（
Ｂ×

Ｍ
）
／

Ｊ
）
＋
Ｎ×

（
（
Ｅ－

Ｍ
）
／

Ｏ
）
）

　

Ｅ×

（
Ｆ
＋
Ｈ
）
Ｍ×

（
Ｆ
＋
Ｈ
）

　

Ｌ
　
当
該
被
災

共
用
土
地
に
係

る
一
般
み
な
し

住
宅
用
地
で
あ

る
部
分
の
面
積

Ｌ
　
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る

一
般
み
な
し
住
宅
用
地
で
あ
る
部

分
の
面
積

Ｍ
　
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る

被
災
区
分
所
有
家
屋
の
床
面
積
の

１
０
倍
の
面
積

Ｎ
　
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る

非
み
な
し
住
宅
用
地
で
あ
る
部
分

に
係
る
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準

に
相
当
す
る
額

Ｏ
　
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る

非
み
な
し
住
宅
用
地
で
あ
る
部
分

の
面
積

第七項

当
該
被
災
共
用

土
地
の
面
積

当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る
被
災

区
分
所
有
家
屋
の
床
面
積
の
十
倍

の
面
積

10
　
法
第
三
百
五
十
二
条
の
二
第
四
項
の
規
定
の
適
用
が

あ
る
場
合
に
お
け
る
第
五
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
被
災
共
用
土

地
納
税
義
務
者
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
仮
換
地
等
納
税

義
務
者
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲

げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ

れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。

第

五

項

各

号

列

記

以

外

の

部
分

第
三
百
五
十
二
条

の
二
第
三
項

第
三
百
五
十
二
条
の
二
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
三
項

第

五

項

第

一
号

第
三
百
五
十
二
条

の
二
第
三
項

第
三
百
五
十
二
条
の
二
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
三
項

　

被
災
共
用
土
地

特
定
仮
換
地
等

　

第
三
百
四
十
九
条

の
三
の
三
第
一
項

（
同
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）

第
三
百
四
十
九
条
の
三
の
三

第
三
項
（
同
条
第
四
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項

第

五

項

第

二
号

被
災
共
用
土
地

特
定
仮
換
地
等

　

第
三
百
四
十
九
条

の
三
の
三
第
一
項

第
三
百
四
十
九
条
の
三
の
三

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第

一
項

第

六

項

の

表

以

外

の

部
分

被
災
共
用
土
地
の

面
積

特
定
仮
換
地
等
の
面
積

被
災
共
用
土
地
に

係
る
被
災
区
分
所

有
家
屋

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
被
災
区
分
所

有
家
屋

　

第
三
百
五
十
二
条

の
二
第
三
項

第
三
百
五
十
二
条
の
二
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
三
項

　

同
条
第
三
項

同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同

条
第
三
項

　

被
災
共
用
土
地
に

係
る
持
分
の
割
合

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
持
分
の
割
合

　

被
災
共
用
土
地
に

係
る
次
の

特
定
仮
換
地
等
に
係
る
次
の

第

六

項

の

表

の

第

一

号

被
災
共
用
土
地
の

面
積

特
定
仮
換
地
等
の
面
積

被
災
共
用
土
地
に

係
る
共
有
持
分

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
共
有
持
分

　

被
災
共
用
土
地
に

係
る
特
定
共
有
持

分

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
特
定
共
有
持

分

　

被
災
共
用
土
地
に

係
る
固
定
資
産
税

特
定
仮
換
地
等
に
係
る
固
定

資
産
税

　

被
災
共
用
土
地
に

係
る
小
規
模
み
な

し
住
宅
用
地

特
定
仮
換
地
等
に
係
る
小
規

模
み
な
し
住
宅
用
地

　

被
災
共
用
土
地
の

面
積

特
定
仮
換
地
等
の
面
積
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第

六

項

の

表

の

第

二

号

被
災
共
用
土
地
の

面
積

特
定
仮
換
地
等
の
面
積

被
災
共
用
土
地
に

係
る
共
有
持
分

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
共
有
持
分

　

被
災
共
用
土
地
に

係
る
固
定
資
産
税

特
定
仮
換
地
等
に
係
る
固
定

資
産
税

　

被
災
共
用
土
地
に

係
る
小
規
模
み
な

し
住
宅
用
地

特
定
仮
換
地
等
に
係
る
小
規

模
み
な
し
住
宅
用
地

　

被
災
共
用
土
地
納

税
義
務
者

特
定
仮
換
地
等
納
税
義
務
者

　

被
災
共
用
土
地
の

面
積

特
定
仮
換
地
等
の
面
積

　

被
災
共
用
土
地
に

係
る
同
号
の
共
有

持
分
又
は
特
定
共

有
持
分

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
同
号
の
共
有

持
分
又
は
特
定
共
有
持
分

　

被
災
共
用
土
地
に

係
る
一
般
み
な
し

住
宅
用
地

特
定
仮
換
地
等
に
係
る
一
般

み
な
し
住
宅
用
地

第

六

項

の

表

の

第

三

号

被
災
共
用
土
地
に

係
る
共
有
持
分

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
共
有
持
分

　

被
災
共
用
土
地
に

係
る
固
定
資
産
税

特
定
仮
換
地
等
に
係
る
固
定

資
産
税

　

被
災
共
用
土
地
納

税
義
務
者

特
定
仮
換
地
等
納
税
義
務
者

　

被
災
共
用
土
地
に

係
る
共
有
持
分

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
共
有
持
分

第

七

項

被
災
共
用
土
地
に

係
る
被
災
区
分
所

有
家
屋

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
被
災
区
分
所

有
家
屋

　

被
災
共
用
土
地
に

係
る
共
有
持
分
（

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
共
有
持
分
（

　

被
災
共
用
土
地
に

係
る
特
例
適
用
共

有
持
分

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
特
例
適
用
共

有
持
分

　

被
災
共
用
土
地
の

面
積

特
定
仮
換
地
等
の
面
積

　

被
災
共
用
土
地
に

係
る
共
有
持
分
又

は
特
定
共
有
持
分

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
共
有
持
分
又

は
特
定
共
有
持
分

　

被
災
共
用
土
地
に

係
る
共
有
持
分
の

割
合

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
共
有
持
分
の

割
合

　

被
災
共
用
土
地
に

係
る
持
分
の
割
合

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
持
分
の
割
合

第

八

項

被
災
共
用
土
地
に

係
る
共
有
持
分

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
共
有
持
分

　

被
災
共
用
土
地
の

面
積

特
定
仮
換
地
等
の
面
積

第

九

項

の

表

以

外

の

部
分

被
災
共
用
土
地
の

面
積

特
定
仮
換
地
等
の
面
積

被
災
共
用
土
地
に

係
る
被
災
区
分
所

有
家
屋

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
被
災
区
分
所

有
家
屋

　

第
三
百
五
十
二
条

の
二
第
三
項

第
三
百
五
十
二
条
の
二
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
三
項

　

被
災
共
用
土
地
に

係
る
持
分
の
割
合

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
持
分
の
割
合

第

九

項

の

表

の

第

六

項

の

表

の

第

一

号

の

項

被
災
共
用
土
地
の

面
積

特
定
仮
換
地
等
の
面
積

被
災
共
用
土
地
に

係
る
被
災
区
分
所

有
家
屋

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
被
災
区
分
所

有
家
屋

　

被
災
共
用
土
地
に

係
る
小
規
模
み
な

し
住
宅
用
地

特
定
仮
換
地
等
に
係
る
小
規

模
み
な
し
住
宅
用
地

　

被
災
共
用
土
地
に

係
る
被
災
区
分
所

有
家
屋

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
被
災
区
分
所

有
家
屋

　

被
災
共
用
土
地
に

係
る
住
宅
用
地
と

み
な
さ
れ
た
土
地

以
外
の
土
地

特
定
仮
換
地
等
に
係
る
住
宅

用
地
と
み
な
さ
れ
た
土
地
以

外
の
土
地

　

被
災
共
用
土
地
に

係
る
非
み
な
し
住

宅
用
地

特
定
仮
換
地
等
に
係
る
非
み

な
し
住
宅
用
地

第

九

項

の

表

の

第

六

項

の

表

の

第

二

号

の

項

被
災
共
用
土
地
の

面
積

特
定
仮
換
地
等
の
面
積

被
災
共
用
土
地
に

係
る
被
災
区
分
所

有
家
屋

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
被
災
区
分
所

有
家
屋

　

被
災
共
用
土
地
に

係
る
一
般
み
な
し

住
宅
用
地

特
定
仮
換
地
等
に
係
る
一
般

み
な
し
住
宅
用
地

　

被
災
共
用
土
地
に

係
る
被
災
区
分
所

有
家
屋

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
被
災
区
分
所

有
家
屋

　

被
災
共
用
土
地
に

係
る
非
み
な
し
住

宅
用
地

特
定
仮
換
地
等
に
係
る
非
み

な
し
住
宅
用
地

第

九

項

の

表

の

第

七

項

の

項

被
災
共
用
土
地
の

面
積

特
定
仮
換
地
等
の
面
積

被
災
共
用
土
地
に

係
る
被
災
区
分
所

有
家
屋

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
被
災
区
分
所

有
家
屋

（
政
令
第
五
十
二
条
の
十
三
の
三
第
三
項
の
床
面
積
の

算
定
等
）

第
十
五
条
の
四
の
二
　
政
令
第
五
十
二
条
の
十
三
の
三
第

三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
、
同
項
中
被
災
家
屋

（
同
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
被
災
家
屋
を
い
う
。

次
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
区
分

所
有
に
係
る
家
屋
で
あ
る
も
の
又
は
同
条
第
三
項
第
二

号
に
掲
げ
る
区
分
所
有
に
係
る
特
例
適
用
家
屋
の
専
有

部
分
の
床
面
積
の
算
定
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
家
屋

に
共
用
部
分
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
部
分
の
床
面
積

を
こ
れ
を
共
用
し
て
い
た
又
は
共
用
す
べ
き
各
区
分
所

有
者
の
専
有
部
分
の
床
面
積
の
割
合
に
よ
り
配
分
し

て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
各
区
分
所
有
者
の
専
有
部
分
の
床
面

積
に
算
入
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
政
令
第
五
十
二
条
の
十
三
の
三
第
五
項
に
規
定
す
る

総
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す

る
。

一
　
被
災
家
屋
を
所
有
し
て
い
た
者
の
氏
名
又
は
名
称

及
び
住
所
又
は
本
店
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
の
所

在
地
、
被
災
家
屋
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
法
第
三
百

五
十
二
条
の
三
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る

家
屋
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
「
代
替
家

屋
」
と
い
う
。
）
の
所
有
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
住

所
又
は
本
店
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及

び
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
（
個
人
番
号
又
は
法
人

番
号
を
有
し
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
氏
名
又
は
名
称

及
び
住
所
又
は
本
店
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
の
所

在
地
）
並
び
に
当
該
被
災
家
屋
及
び
当
該
代
替
家
屋

の
所
在
地
を
記
載
し
た
書
類
並
び
に
当
該
被
災
家
屋

が
震
災
等
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
こ
と
に
つ
い
て
当

該
被
災
家
屋
の
所
在
地
の
市
町
村
長
が
証
す
る
書
類

そ
の
他
の
当
該
被
災
家
屋
が
当
該
震
災
等
に
よ
り
滅

失
し
、
又
は
損
壊
し
た
旨
を
証
す
る
書
類

二
　
被
災
家
屋
が
被
災
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
係
る

固
定
資
産
課
税
台
帳
に
登
録
さ
れ
て
い
た
旨
を
証
す

る
書
類
そ
の
他
の
被
災
家
屋
が
存
し
た
こ
と
を
証
す

る
書
類
及
び
代
替
家
屋
の
詳
細
を
明
ら
か
に
す
る

書
類

三
　
政
令
第
五
十
二
条
の
十
三
の
三
第
一
項
第
二
号
か

ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い

て
「
相
続
人
等
」
と
い
う
。
）
が
、
法
第
三
百
五
十

二
条
の
三
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合

に
は
、
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
戸
籍
の
謄

本
又
は
法
人
に
係
る
登
記
事
項
証
明
書
そ
の
他
の
そ

の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
相
続
人
等
に
該
当

す
る
旨
を
証
す
る
書
類

（
法
第
三
百
六
十
四
条
第
五
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令

で
定
め
る
償
却
資
産
）

第
十
五
条
の
五
　
法
第
三
百
六
十
四
条
第
五
項
に
規
定
す

る
移
動
性
償
却
資
産
又
は
可
動
性
償
却
資
産
で
総
務
省

令
で
定
め
る
も
の
は
、
第
十
五
条
の
六
第
一
項
の
規
定

に
よ
つ
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
船
舶
と
す
る
。

（
固
定
資
産
課
税
台
帳
の
備
付
け
を
電
磁
的
記
録
の
備

付
け
を
も
つ
て
行
う
場
合
に
講
ず
べ
き
措
置
等
）

第
十
五
条
の
五
の
二
　
市
町
村
は
、
法
第
三
百
八
十
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
固
定
資
産
課
税
台
帳
の
全
部
又
は

一
部
の
備
付
け
を
電
磁
的
記
録
の
備
付
け
を
も
つ
て
行

う
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
固
定
資
産
課
税
台
帳
に
記

録
を
さ
れ
て
い
る
事
項
が
そ
の
市
町
村
の
固
定
資
産
税
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に
関
す
る
事
務
に
従
事
し
て
い
る
者
以
外
の
者
に
知
ら

れ
る
こ
と
及
び
当
該
固
定
資
産
課
税
台
帳
が
滅
失
し
又

は
き
損
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を

講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
市
町
村
は
、
法
第
三
百
八
十
一
条
第
九
項
の
規
定
に

よ
り
土
地
課
税
台
帳
又
は
土
地
補
充
課
税
台
帳
に
添
付

す
る
別
紙
の
作
成
を
電
磁
的
記
録
の
作
成
を
も
つ
て
行

う
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
別
紙
に
記
録
を
さ
れ
て
い

る
事
項
が
そ
の
市
町
村
の
固
定
資
産
税
に
関
す
る
事
務

に
従
事
し
て
い
る
者
以
外
の
者
に
知
ら
れ
る
こ
と
及
び

当
該
別
紙
が
滅
失
し
又
は
き
損
す
る
こ
と
を
防
止
す
る

た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
市
町
村
は
、
法
第
三
百
八
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
土
地
名
寄
帳
又
は
家
屋
名
寄
帳
の
備
付
け
を
電
磁

的
記
録
の
備
付
け
を
も
つ
て
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、

当
該
土
地
名
寄
帳
又
は
家
屋
名
寄
帳
に
記
録
を
さ
れ
て

い
る
事
項
が
そ
の
市
町
村
の
固
定
資
産
税
に
関
す
る
事

務
に
従
事
し
て
い
る
者
以
外
の
者
に
知
ら
れ
る
こ
と
及

び
当
該
土
地
名
寄
帳
又
は
家
屋
名
寄
帳
が
滅
失
し
又
は

き
損
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
市
町
村
は
、
法
第
四
百
十
五
条
第
二
項
又
は
第
四
百

十
九
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
土
地
価
格
等
縦
覧
帳
簿

又
は
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
の
作
成
を
電
磁
的
記
録
の

作
成
を
も
つ
て
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
土
地
価

格
等
縦
覧
帳
簿
又
は
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
に
記
録
を

さ
れ
て
い
る
事
項
が
そ
の
市
町
村
の
固
定
資
産
税
に
関

す
る
事
務
に
従
事
し
て
い
る
者
以
外
の
者
に
知
ら
れ
る

こ
と
及
び
当
該
土
地
価
格
等
縦
覧
帳
簿
又
は
家
屋
価
格

等
縦
覧
帳
簿
が
滅
失
し
又
は
き
損
す
る
こ
と
を
防
止
す

る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
第
三
百
八
十
二
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る

事
項
）

第
十
五
条
の
五
の
三
　
法
第
三
百
八
十
二
条
第
一
項
に
規

定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項

と
す
る
。

一
　
土
地
の
表
示
に
関
す
る
登
記
を
し
た
場
合
　
不
動

産
登
記
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

十
四
条
第
一
項
の
地
図
若
し
く
は
同
条
第
四
項
の
地

図
に
準
ず
る
図
面
又
は
不
動
産
登
記
令
（
平
成
十
六

年
政
令
第
三
百
七
十
九
号
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定

す
る
土
地
所
在
図
若
し
く
は
同
条
第
三
号
に
規
定
す

る
地
積
測
量
図

二
　
建
物
の
表
示
に
関
す
る
登
記
を
し
た
場
合
　
不
動

産
登
記
令
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
建
物
図
面
又

は
同
条
第
六
号
に
規
定
す
る
各
階
平
面
図

三
　
不
動
産
登
記
法
第
百
十
九
条
第
六
項
の
申
出
を
し

た
者
の
住
所
が
記
録
さ
れ
て
い
る
登
記
簿
の
表
題
部

に
つ
い
て
土
地
又
は
建
物
の
表
示
に
関
す
る
登
記
を

し
た
場
合
　
当
該
住
所
に
係
る
不
動
産
登
記
規
則

（
平
成
十
七
年
法
務
省
令
第
十
八
号
）
第
二
百
二
条

の
十
に
規
定
す
る
公
示
用
住
所
（
第
十
五
条
の
五
の

五
か
ら
第
十
五
条
の
五
の
八
ま
で
に
お
い
て
「
公
示

用
住
所
」
と
い
う
。
）

（
法
第
三
百
八
十
二
条
第
二
項
第
二
号
の
総
務
省
令
で

定
め
る
者
）

第
十
五
条
の
五
の
四
　
法
第
三
百
八
十
二
条
第
二
項
第
二

号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
者
は
、
登
記
簿
の

表
題
部
に
記
録
し
た
所
有
者
で
あ
つ
た
者
又
は
所
有

権
、
質
権
若
し
く
は
百
年
よ
り
長
い
存
続
期
間
の
定
め

の
あ
る
地
上
権
の
登
記
名
義
人
で
あ
つ
た
者
と
す
る
。

（
法
第
三
百
八
十
二
条
第
二
項
第
三
号
の
総
務
省
令
で

定
め
る
場
合
）

第
十
五
条
の
五
の
五
　
法
第
三
百
八
十
二
条
第
二
項
第
三

号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
公
示
用

住
所
（
登
記
簿
の
表
題
部
に
記
録
し
た
所
有
者
若
し
く

は
所
有
権
、
質
権
若
し
く
は
百
年
よ
り
長
い
存
続
期
間

の
定
め
の
あ
る
地
上
権
の
登
記
名
義
人
又
は
前
条
に
規

定
す
る
者
（
次
条
に
お
い
て
「
登
記
名
義
人
等
」
と
い

う
。
）
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
つ
い
て
不
動
産
登
記
規
則
第
二
百
二
条
の

十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
撤
回
又
は
同
令
第
二
百
二

条
の
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
あ
つ
た
こ
と

そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
同
令
第
二
百
二
条
の
二
第
一
項

に
規
定
す
る
公
示
用
住
所
管
理
フ
ァ
イ
ル
（
以
下
こ
の

条
か
ら
第
十
五
条
の
五
の
八
ま
で
に
お
い
て
「
公
示
用

住
所
管
理
フ
ァ
イ
ル
」
と
い
う
。
）
に
公
示
用
住
所
若

し
く
は
公
示
用
住
所
の
変
更
が
記
録
さ
れ
、
又
は
公
示

用
住
所
管
理
フ
ァ
イ
ル
か
ら
公
示
用
住
所
が
削
除
さ
れ

た
場
合
と
す
る
。

（
法
第
三
百
八
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
）

第
十
五
条
の
五
の
六
　
法
第
三
百
八
十
二
条
第
二
項
（
第

一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、

同
号
の
登
記
又
は
登
記
の
抹
消
に
係
る
権
利
の
登
記
名

義
人
等
の
公
示
用
住
所
と
す
る
。

２
　
法
第
三
百
八
十
二
条
第
二
項
（
第
二
号
及
び
第
三
号

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第

一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
登
記

名
義
人
等
の
公
示
用
住
所
（
公
示
用
住
所
管
理
フ
ァ
イ

ル
か
ら
公
示
用
住
所
が
削
除
さ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て

は
、
そ
の
旨
）
と
す
る
。

（
法
第
三
百
八
十
二
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第

三
百
八
十
二
条
の
三
た
だ
し
書
の
総
務
省
令
で
定
め
る

措
置
）

第
十
五
条
の
五
の
七
　
法
第
三
百
八
十
二
条
の
二
第
一
項

た
だ
し
書
及
び
第
三
百
八
十
二
条
の
三
た
だ
し
書
に
規

定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
措

置
の
い
ず
れ
か
と
す
る
。

一
　
住
所
の
削
除

二
　
住
所
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
市
町
村
長
が
適
当
と

認
め
る
事
項
の
記
載

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
市
町
村
長
が
適

当
と
認
め
る
措
置

（
法
第
三
百
八
十
二
条
の
四
の
総
務
省
令
で
定
め
る
も

の
等
）

第
十
五
条
の
五
の
八
　
法
第
三
百
八
十
二
条
の
四
に
規
定

す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
不
動
産
登
記
法
第

百
十
九
条
第
六
項
の
申
出
が
さ
れ
た
土
地
又
は
家
屋
に

係
る
当
該
申
出
を
し
た
者
の
登
記
簿
上
の
住
所
と
す

る
。

２
　
法
第
三
百
八
十
二
条
の
四
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で

定
め
る
場
合
は
、
法
第
三
百
八
十
二
条
第
二
項
（
第
二

号
又
は
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
お
い
て
準

用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
用
住
所
が
通

知
さ
れ
た
場
合
（
法
第
三
百
八
十
二
条
第
二
項
（
第
三

号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
用
住
所
管
理
フ
ァ
イ
ル
か

ら
当
該
公
示
用
住
所
が
削
除
さ
れ
た
旨
が
通
知
さ
れ
た

場
合
を
除
く
。
）
と
す
る
。

３
　
法
第
三
百
八
十
二
条
の
四
の
閲
覧
及
び
交
付
は
、
不

動
産
登
記
法
第
百
十
九
条
第
六
項
の
申
出
を
し
た
者
又

は
そ
の
相
続
人
か
ら
求
め
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
固
定

資
産
課
税
台
帳
若
し
く
は
土
地
名
寄
帳
若
し
く
は
家
屋

名
寄
帳
に
当
該
者
の
登
記
簿
上
の
住
所
を
記
載
し
た
も

の
を
閲
覧
に
供
し
、
又
は
法
第
三
百
八
十
二
条
の
三
に

規
定
す
る
証
明
書
に
当
該
住
所
を
記
載
し
た
も
の
を
交

付
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

４
　
法
第
三
百
八
十
二
条
の
四
に
規
定
す
る
住
所
に
代
わ

る
も
の
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
当
該
住

所
に
係
る
公
示
用
住
所
と
す
る
。

（
法
第
三
百
八
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
つ
て
総
務

大
臣
が
す
る
固
定
資
産
の
指
定
等
）

第
十
五
条
の
六
　
法
第
三
百
八
十
九
条
第
一
項
第
一
号
の

規
定
に
よ
つ
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
償
却
資
産
は
、

船
舶
、
車
両
そ
の
他
総
務
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
も
の

と
す
る
。

２
　
市
町
村
長
は
、
移
動
性
償
却
資
産
若
し
く
は
可
動
性

償
却
資
産
で
当
該
市
町
村
を
含
む
二
以
上
の
市
町
村
に

わ
た
つ
て
使
用
さ
れ
る
も
の
又
は
鉄
道
、
軌
道
、
発

電
、
送
電
、
配
電
若
し
く
は
電
気
通
信
の
用
に
供
す
る

償
却
資
産
若
し
く
は
二
以
上
の
市
町
村
に
わ
た
つ
て
所

在
す
る
償
却
資
産
で
、
そ
の
全
体
を
一
の
償
却
資
産
と

し
て
評
価
し
な
け
れ
ば
適
正
な
評
価
が
で
き
な
い
と
認

め
ら
れ
る
も
の
で
当
該
市
町
村
を
含
む
二
以
上
の
市
町

村
に
わ
た
つ
て
使
用
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
、
翌
年
度

分
の
固
定
資
産
税
に
係
る
当
該
償
却
資
産
の
価
格
の
配

分
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
配
分

に
つ
い
て
所
有
者
の
住
所
及
び
氏
名
又
は
名
称
そ
の
他

必
要
と
認
め
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
道
府
県
知

事
を
経
由
し
て
十
月
三
十
一
日
ま
で
に
総
務
大
臣
に
提

出
し
て
そ
の
指
定
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
前
項
の
申
請
書
を
受
け
取
つ
た
道
府
県
知
事
は
、
遅

滞
な
く
、
意
見
書
を
添
え
て
、
こ
れ
を
総
務
大
臣
に
送

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
総
務
大
臣
は
、
法
第
三
百
八
十
九
条
第
一
項
各
号
の

規
定
に
よ
る
指
定
を
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
旨

を
官
報
に
よ
つ
て
告
示
す
る
も
の
と
す
る
。

（
法
第
三
百
九
十
三
条
第
二
項
の
情
報
通
信
の
技
術
を

利
用
す
る
方
法
）

第
十
五
条
の
六
の
二
　
法
第
三
百
九
十
三
条
第
二
項
に
規

定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他

の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
つ
て
総
務

省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用

す
る
方
法
の
う
ち
、
送
信
者
等
（
送
信
者
又
は
当
該
送

信
者
と
の
契
約
に
よ
り
フ
ァ
イ
ル
を
自
己
の
管
理
す
る

電
子
計
算
機
に
備
え
置
き
、
こ
れ
を
受
信
者
若
し
く
は

当
該
送
信
者
の
用
に
供
す
る
者
を
い
う
。
）
の
使
用
に

係
る
電
子
計
算
機
と
受
信
者
等
（
受
信
者
又
は
当
該
受

信
者
と
の
契
約
に
よ
り
受
信
者
フ
ァ
イ
ル
（
専
ら
当
該

受
信
者
の
用
に
供
せ
ら
れ
る
フ
ァ
イ
ル
を
い
う
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
自
己
の
管
理
す
る
電
子

計
算
機
に
備
え
置
く
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
接
続
す

る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
そ
の
通
知
す
べ
き
事
項
に

係
る
情
報
を
送
信
し
、
受
信
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子

計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
受
信
者
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る

方
法
と
す
る
。

（
法
第
三
百
九
十
六
条
の
二
第
四
項
の
場
合
等
）

第
十
五
条
の
六
の
三
　
法
第
三
百
九
十
六
条
の
二
第
四
項

に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
税
理
士
法

施
行
規
則
第
十
五
条
の
税
務
代
理
権
限
証
書
（
次
項
に

お
い
て
「
税
務
代
理
権
限
証
書
」
と
い
う
。
）
に
、
法

第
三
百
九
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
納
税
義
務

者
へ
の
調
査
の
通
知
は
税
務
代
理
人
に
対
し
て
す
れ
ば

足
り
る
旨
の
記
載
が
あ
る
場
合
と
す
る
。
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２
　
法
第
三
百
九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
総
務

省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
税
務
代
理
権
限
証
書
に
、
当

該
税
務
代
理
権
限
証
書
を
提
出
す
る
者
を
同
項
の
代
表

す
る
税
務
代
理
人
と
し
て
定
め
た
旨
の
記
載
が
あ
る
場

合
と
す
る
。

（
法
第
四
百
七
条
第
五
号
の
者
）

第
十
五
条
の
六
の
四
　
法
第
四
百
七
条
第
五
号
に
規
定
す

る
総
務
省
令
で
定
め
る
者
は
、
精
神
の
機
能
の
障
害
に

よ
り
固
定
資
産
評
価
員
の
職
務
を
適
正
に
行
う
に
当
た

つ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行

う
こ
と
が
で
き
な
い
者
と
す
る
。

（
法
第
四
百
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
地
域
ご
と
の
宅

地
の
標
準
的
な
価
格
を
記
載
し
た
書
面
）

第
十
五
条
の
六
の
五
　
法
第
四
百
十
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
一
般
の
閲
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と

さ
れ
る
地
域
ご
と
の
宅
地
の
標
準
的
な
価
格
を
記
載
し

た
書
面
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
地
域
の
区
分
に
応

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
図
面
に
よ
り
表
示
す

る
も
の
と
す
る
。

一
　
法
第
三
百
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
固

定
資
産
評
価
基
準
（
昭
和
三
十
八
年
自
治
省
告
示
第

百
五
十
八
号
。
以
下
本
号
及
び
次
号
に
お
い
て
「
固

定
資
産
評
価
基
準
」
と
い
う
。
）
第
１
章
第
３
節
二

に
規
定
す
る
市
街
地
宅
地
評
価
法
が
適
用
さ
れ
る
地

域
　
当
該
地
域
に
係
る
標
準
宅
地
（
固
定
資
産
評
価

基
準
第
１
章
第
３
節
二
（
一
）
２
の
規
定
に
よ
り
選

定
さ
れ
た
標
準
宅
地
を
い
う
。
）
の
位
置
及
び
街
路

ご
と
の
路
線
価
（
固
定
資
産
評
価
基
準
第
１
章
第
３

節
二
（
一
）
３
の
規
定
に
よ
り
付
設
さ
れ
た
路
線
価

に
固
定
資
産
評
価
基
準
第
１
章
第
３
節
三
の
規
定
に

よ
り
算
定
さ
れ
た
評
点
一
点
当
た
り
の
価
額
（
次
号

に
お
い
て
「
評
点
一
点
当
た
り
の
価
額
」
と
い
う
。
）

を
乗
じ
た
も
の
を
い
う
。
）

二
　
固
定
資
産
評
価
基
準
第
１
章
第
３
節
二
に
規
定
す

る
そ
の
他
の
宅
地
評
価
法
が
適
用
さ
れ
る
地
域
　
当

該
地
域
に
係
る
標
準
宅
地
（
固
定
資
産
評
価
基
準
第

１
章
第
３
節
二
（
二
）
３
の
規
定
に
よ
り
選
定
さ
れ

た
標
準
宅
地
を
い
う
。
）
の
位
置
及
び
単
位
地
積
当

た
り
の
価
格
（
固
定
資
産
評
価
基
準
第
１
章
第
３
節

二
（
二
）
４
の
規
定
に
よ
り
付
設
さ
れ
た
評
点
数
を

当
該
標
準
宅
地
の
地
積
で
除
し
た
も
の
に
評
点
一
点

当
た
り
の
価
額
を
乗
じ
た
も
の
を
い
う
。
）

（
法
第
四
百
十
八
条
の
概
要
調
書
等
）

第
十
五
条
の
七
　
法
第
四
百
十
八
条
、
第
四
百
二
十
一
条

第
一
項
及
び
第
七
百
四
十
三
条
第
三
項
の
概
要
調
書

は
、
納
税
義
務
者
の
数
、
決
定
価
格
及
び
課
税
標
準
額

の
総
額
、
課
税
標
準
の
特
例
措
置
に
関
す
る
事
項
そ
の

他
必
要
な
事
項
に
関
し
て
、
総
務
大
臣
の
定
め
る
様
式

に
よ
り
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

（
法
第
四
百
四
十
二
条
第
九
号
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効

率
）

第
十
五
条
の
八
　
法
第
四
百
四
十
二
条
第
九
号
に
規
定
す

る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
非
化
石
エ
ネ
ル

ギ
ー
へ
の
転
換
等
に
関
す
る
法
律
第
百
四
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
機
器

等
製
造
事
業
者
等
の
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
を

勘
案
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
の
区
分
に
応
じ
、
当

該
各
号
に
定
め
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
と
す
る
。

一
　
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
非
化
石
エ
ネ

ル
ギ
ー
へ
の
転
換
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
十
八

条
第
一
号
に
掲
げ
る
乗
用
自
動
車
　
乗
用
自
動
車
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
エ
ネ
ル
ギ

ー
消
費
機
器
等
製
造
事
業
者
等
の
判
断
の
基
準
等
に

定
め
る
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率

二
　
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
非
化
石
エ
ネ

ル
ギ
ー
へ
の
転
換
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
十
八

条
第
八
号
に
掲
げ
る
貨
物
自
動
車
　
貨
物
自
動
車
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
エ
ネ
ル
ギ

ー
消
費
機
器
等
製
造
事
業
者
等
の
判
断
の
基
準
等
に

定
め
る
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率

（
法
第
四
百
四
十
六
条
第
一
項
第
二
号
の
専
ら
可
燃
性

天
然
ガ
ス
を
内
燃
機
関
の
燃
料
と
し
て
用
い
る
軽
自
動

車
等
）

第
十
五
条
の
九
　
法
第
四
百
四
十
六
条
第
一
項
第
二
号
に

規
定
す
る
専
ら
可
燃
性
天
然
ガ
ス
を
内
燃
機
関
の
燃
料

と
し
て
用
い
る
軽
自
動
車
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

は
、
内
燃
機
関
の
燃
料
と
し
て
可
燃
性
天
然
ガ
ス
を
用

い
る
軽
自
動
車
で
当
該
軽
自
動
車
に
係
る
道
路
運
送
車

両
法
第
五
十
八
条
に
規
定
す
る
自
動
車
検
査
証
（
以
下

こ
の
条
及
び
第
十
五
条
の
十
一
に
お
い
て
「
自
動
車
検

査
証
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
燃
料
が
可
燃
性
天
然
ガ

ス
で
あ
る
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
も
の
（
可
燃
性

天
然
ガ
ス
以
外
の
燃
料
を
用
い
る
旨
が
併
せ
て
明
ら
か

に
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

２
　
法
第
四
百
四
十
六
条
第
一
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る

平
成
三
十
年
十
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の

と
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で
総
務
省
令

で
定
め
る
も
の
は
、
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
の
細

目
を
定
め
る
告
示
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
五
条
の
十

一
に
お
い
て
「
細
目
告
示
」
と
い
う
。
）
第
四
十
一
条

第
一
項
第
十
一
号
の
基
準
と
す
る
。

３
　
法
第
四
百
四
十
六
条
第
一
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る

平
成
二
十
一
年
十
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も

の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で
総
務
省

令
で
定
め
る
も
の
は
、
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
の

細
目
を
定
め
る
告
示
及
び
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準

第
二
章
及
び
第
三
章
の
規
定
の
適
用
関
係
の
整
理
の
た

め
必
要
な
事
項
を
定
め
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る
告

示
（
平
成
三
十
年
国
土
交
通
省
告
示
第
五
百
二
十
八

号
）
に
よ
る
改
正
前
の
細
目
告
示
（
以
下
こ
の
条
及
び

第
十
五
条
の
十
一
に
お
い
て
「
旧
細
目
告
示
」
と
い

う
。
）
第
四
十
一
条
第
一
項
第
十
一
号
イ
の
基
準
又
は

道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
第
二
章
及
び
第
三
章
の
規

定
の
適
用
関
係
の
整
理
の
た
め
必
要
な
事
項
を
定
め
る

告
示
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
適
用
関
係
告
示
」
と

い
う
。
）
第
二
十
八
条
第
百
三
十
三
項
の
基
準
と
す
る
。

４
　
法
第
四
百
四
十
六
条
第
一
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
二
十
一
年
天
然
ガ
ス
車

基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
十
分
の
九
を
超
え

な
い
天
然
ガ
ス
軽
自
動
車
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

は
、
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
旧
細
目
告
示
第
四
十
一

条
第
一
項
第
十
一
号
イ
の
表
の
（
１
）
又
は
（
４
）
に

掲
げ
る
軽
自
動
車
の
種
別
に
応
じ
、
同
表
の
窒
素
酸
化

物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
十
分
の
九
を
超
え
な
い
軽
自
動

車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
実
施
要
領
第
五
条

の
規
定
に
よ
る
認
定
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
五
条
の

十
一
に
お
い
て
「
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
」
と
い
う
。
）

を
受
け
た
軽
自
動
車
と
す
る
。

５
　
法
第
四
百
四
十
六
条
第
一
項
第
三
号
イ
に
規
定
す
る

乗
用
車
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る

要
件
に
該
当
す
る
軽
自
動
車
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
軽
自
動
車
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

れ
次
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ
　
平
成
三
十
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
（
法
第

四
百
四
十
六
条
第
一
項
第
三
号
イ
（
１
）
（
ｉ
）

に
規
定
す
る
平
成
三
十
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基

準
を
い
う
。
第
八
項
第
一
号
及
び
第
十
五
条
の
十

一
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
適
合
す
る
軽
自
動
車
　

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
細
目
告
示
第
四
十
一
条

第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
（
１
）
の
窒
素
酸
化
物

の
欄
に
掲
げ
る
値
の
二
分
の
一
を
超
え
な
い
軽
自

動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た

も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
（
法
第

四
百
四
十
六
条
第
一
項
第
三
号
イ
（
１
）
（
ｉ
ｉ
）

に
規
定
す
る
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基

準
を
い
う
。
第
八
項
第
一
号
及
び
第
十
五
条
の
十

一
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
適
合
す
る
軽
自
動
車
　

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
旧
細
目
告
示
第
四
十
一

条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
（
１
）
の
窒
素
酸
化

物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い
軽

自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
を
受
け

た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
自
動
車
の
燃
費
性
能
の
評
価
及
び
公
表
に
関
す
る

実
施
要
領
（
次
号
及
び
第
八
項
第
二
号
に
お
い
て

「
燃
費
評
価
実
施
要
領
」
と
い
う
。
）
第
四
条
の
五
に

規
定
す
る
令
和
十
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
・
向
上
達

成
レ
ベ
ル
（
第
十
五
条
の
十
一
第
一
項
第
二
号
及
び

第
三
項
第
二
号
に
お
い
て
「
令
和
十
二
年
度
燃
費
基

準
達
成
レ
ベ
ル
」
と
い
う
。
）
が
八
十
以
上
で
あ
る

こ
と
及
び
当
該
軽
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に

お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

三
　
燃
費
評
価
実
施
要
領
第
四
条
の
二
に
規
定
す
る
令

和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
・
向
上
達
成
レ
ベ
ル
（
第

十
五
条
の
十
一
第
一
項
第
三
号
及
び
第
三
項
第
三
号

に
お
い
て
「
令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
」

と
い
う
。
）
が
百
以
上
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
軽
自

動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明

ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

６
　
法
第
四
百
四
十
六
条
第
一
項
第
三
号
イ
（
１
）
（
ｉ
）

に
規
定
す
る
平
成
三
十
年
十
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ

る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準

で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
細
目
告
示
第
四
十
一

条
第
一
項
第
三
号
イ
（
粒
子
状
物
質
に
係
る
部
分
を
除

く
。
）
の
基
準
と
す
る
。

７
　
法
第
四
百
四
十
六
条
第
一
項
第
三
号
イ
（
１
）
（
ｉ

ｉ
）
に
規
定
す
る
平
成
十
七
年
十
月
一
日
以
降
に
適
用

さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安

基
準
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
旧
細
目
告
示
第

四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
（
粒
子
状
物
質
に
係
る
部

分
を
除
く
。
）
の
基
準
又
は
適
用
関
係
告
示
第
二
十
八

条
第
百
八
項
の
基
準
と
す
る
。

８
　
法
第
四
百
四
十
六
条
第
一
項
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る

車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
以
下
の
ト
ラ
ッ
ク
で
総
務

省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す

る
軽
自
動
車
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
軽
自
動
車
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

れ
次
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ
　
平
成
三
十
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合

す
る
軽
自
動
車
　
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
細
目

告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の

（
４
）
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
二
分

の
一
を
超
え
な
い
軽
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出

ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合

す
る
軽
自
動
車
　
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
旧
細

目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
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（
４
）
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
四
分

の
一
を
超
え
な
い
軽
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出

ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
燃
費
評
価
実
施
要
領
第
四
条
の
三
に
規
定
す
る
令

和
四
年
度
燃
費
基
準
達
成
・
向
上
達
成
レ
ベ
ル
（
第

十
五
条
の
十
一
第
二
項
第
二
号
及
び
第
四
項
第
二
号

に
お
い
て
「
令
和
四
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
」

と
い
う
。
）
が
百
五
以
上
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
軽

自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

９
　
法
第
四
百
四
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
令
和
十
二

年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
を
算
定
す
る
方
法
と

し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
自
動
車
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
効
率
の
算
定
等
に
関
す
る
省
令
に
規
定
す
る

国
土
交
通
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
方
法
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
算
定
告
示
」
と
い

う
。
）
第
一
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

10
　
法
第
四
百
四
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
令
和
四
年

度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
及
び
令
和
二
年
度
基
準

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
を
算
定
す
る
方
法
と
し
て
総
務

省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
算
定

告
示
第
一
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

11
　
法
第
四
百
四
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
基
準
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費
効
率
で
あ
つ
て
平
成
二
十
二
年
度
以
降
の

各
年
度
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め

ら
れ
た
も
の
を
算
定
す
る
方
法
と
し
て
総
務
省
令
で
定

め
る
方
法
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
算
定
告
示
第
一

条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

12
　
法
第
四
百
四
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
第
一
項
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定

の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
五
項
及
び
第
八
項
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

第五項第二号

第
四
条
の
五
に
規

定
す
る
令
和
十
二

年
度
燃
費
基
準
達

成
・
向
上
達
成
レ

ベ
ル
（
第
十
五
条

の
十
一
第
一
項
第

二
号
及
び
第
三
項

第
二
号
に
お
い
て

「
令
和
十
二
年
度
燃

費
基
準
達
成
レ
ベ

ル
」
と
い
う
。
）
が

第
三
条
に
規
定
す
る
十
・
十
五

モ
ー
ド
燃
費
値
（
次
号
及
び
第

八
項
第
二
号
に
お
い
て
「
十
・

十
五
モ
ー
ド
燃
費
値
」
と
い
う

。
）
が
同
条
第
一
号
に
規
定
す
る

平
成
二
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
効
率
（
次
号
及
び
第

八
項
第
二
号
に
お
い
て
「
平
成

二
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
効
率
」
と
い
う
。
）
に
百
分

の
百
七
十
三
を
乗
じ
て
得
た
数

値
以
上
で
あ
る
こ
と
並
び
に

八
十
以
上
で
あ
る

こ
と
及
び

そ
の
旨

そ
の
旨
並
び
に
自
動
車
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費
効
率
の
算
定
等
に

関
す
る
省
令
に
規
定
す
る
国
土

交
通
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
方

法
第
一
条
第
一
項
第
二
号
及
び

第
三
号
に
掲
げ
る
方
法
（
次
号

及
び
第
八
項
第
二
号
に
お
い
て

「
Ｊ
Ｃ
〇
八
モ
ー
ド
法
及
び
Ｗ
Ｌ

Ｔ
Ｃ
モ
ー
ド
法
」
と
い
う
。
）
に

よ
り
当
該
軽
自
動
車
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
効
率
が
算
定
さ
れ
て

い
な
い
旨

第五項第三号

燃
費
評
価
実
施
要

領
第
四
条
の
二
に

規
定
す
る
令
和
二

年
度
燃
費
基
準
達

成
・
向
上
達
成
レ

ベ
ル
（
第
十
五
条

の
十
一
第
一
項
第

三
号
及
び
第
三
項

第
三
号
に
お
い
て

「
令
和
二
年
度
燃
費

基
準
達
成
レ
ベ
ル
」

と
い
う
。
）
が
百
以

上
で
あ
る
こ
と
及

び

十
・
十
五
モ
ー
ド
燃
費
値
が
平

成
二
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ

ー
消
費
効
率
に
百
分
の
百
五
十

を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ

る
こ
と
並
び
に

そ
の
旨

そ
の
旨
並
び
に
Ｊ
Ｃ
〇
八
モ
ー

ド
法
及
び
Ｗ
Ｌ
Ｔ
Ｃ
モ
ー
ド
法

に
よ
り
当
該
軽
自
動
車
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
算
定
さ
れ

て
い
な
い
旨

第八項第二号

燃
費
評
価
実
施
要

領
第
四
条
の
三
に

規
定
す
る
令
和
四

年
度
燃
費
基
準
達

成
・
向
上
達
成
レ

ベ
ル
（
第
十
五
条

の
十
一
第
二
項
第

二
号
及
び
第
四
項

第
二
号
に
お
い
て

「
令
和
四
年
度
燃
費

基
準
達
成
レ
ベ
ル
」

と
い
う
。
）
が
百
五

十
・
十
五
モ
ー
ド
燃
費
値
が
平

成
二
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ

ー
消
費
効
率
に
百
分
の
百
六
十

三
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で

あ
る
こ
と
並
び
に

以
上
で
あ
る
こ
と

及
び

そ
の
旨

そ
の
旨
並
び
に
Ｊ
Ｃ
〇
八
モ
ー

ド
法
及
び
Ｗ
Ｌ
Ｔ
Ｃ
モ
ー
ド
法

に
よ
り
当
該
軽
自
動
車
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
算
定
さ
れ

て
い
な
い
旨

13
　
法
第
四
百
四
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
令
和
十
二

年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
を
算
定
す
る
方
法
と

し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

効
率
算
定
告
示
第
一
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
方
法

と
す
る
。

14
　
法
第
四
百
四
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
令
和
二
年

度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
及
び
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
効
率
で
あ
つ
て
平
成
二
十
七
年
度
以
降
の
各
年
度

に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た

も
の
を
算
定
す
る
方
法
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
方

法
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
算
定
告
示
第
一
条
第
一

項
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

15
　
法
第
四
百
四
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
第
一
項
（
第
三
号
イ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規

定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
五
項
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
二
号
中
「
第
四
条
の
五
に
規

定
す
る
令
和
十
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
・
向
上
達
成
レ

ベ
ル
（
第
十
五
条
の
十
一
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
項

第
二
号
に
お
い
て
「
令
和
十
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ

ベ
ル
」
と
い
う
。
）
が
八
十
以
上
で
あ
る
こ
と
及
び
」

と
あ
る
の
は
「
第
四
条
の
二
に
規
定
す
る
令
和
二
年
度

燃
費
基
準
達
成
・
向
上
達
成
レ
ベ
ル
が
百
十
六
以
上
で

あ
る
こ
と
並
び
に
」
と
、
「
そ
の
旨
」
と
あ
る
の
は

「
そ
の
旨
及
び
自
動
車
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
の
算

定
等
に
関
す
る
省
令
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
が
告

示
で
定
め
る
方
法
第
一
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
方

法
に
よ
り
当
該
軽
自
動
車
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が

算
定
さ
れ
て
い
な
い
旨
」
と
す
る
。

16
　
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
（
法
附
則
第
二
十
九
条
の

九
第
三
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
を
い

う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
十
五
条
の
十
一
第
七
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
申
請
を
し
た
者
が
偽
り
そ
の
他
不
正

の
手
段
（
当
該
申
請
を
し
た
者
に
当
該
申
請
に
必
要
な

情
報
を
直
接
又
は
間
接
に
提
供
し
た
者
の
偽
り
そ
の
他

不
正
の
手
段
を
含
む
。
同
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ

り
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
を
受
け
た
こ
と
を
事
由
と

し
て
国
土
交
通
大
臣
が
当
該
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等

を
取
り
消
し
た
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
取
消
し
後
に
そ

の
対
象
と
な
つ
た
軽
自
動
車
が
新
た
に
受
け
た
国
土
交

通
大
臣
の
認
定
等
が
軽
自
動
車
検
査
フ
ァ
イ
ル
（
道
路

運
送
車
両
法
第
七
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
軽
自
動

車
検
査
フ
ァ
イ
ル
を
い
う
。
第
十
五
条
の
十
一
第
七
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
記
録
さ
れ
て
か
ら
、
当
該
新
た

に
受
け
た
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
が
当
該
軽
自
動
車

に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
ま

で
の
間
に
お
い
て
は
、
当
該
軽
自
動
車
に
対
す
る
第
五

項
及
び
第
八
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
十
二
項
及
び
前

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定

中
「
当
該
軽
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
」
と
あ
る

の
は
「
道
路
運
送
車
両
法
第
七
十
二
条
第
一
項
に
規
定

す
る
軽
自
動
車
検
査
フ
ァ
イ
ル
」
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。

（
法
第
四
百
五
十
条
の
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
取
得

の
た
め
に
通
常
要
す
る
価
額
）

第
十
五
条
の
十
　
法
第
四
百
五
十
条
に
規
定
す
る
三
輪
以

上
の
軽
自
動
車
の
取
得
の
た
め
に
通
常
要
す
る
価
額
と

し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
金

額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の

区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

一
　
初
め
て
道
路
運
送
車
両
法
第
六
十
条
第
一
項
後
段

の
規
定
に
よ
る
車
両
番
号
の
指
定
を
受
け
る
三
輪
以

上
の
軽
自
動
車
　
当
該
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
を
通

常
の
取
引
の
条
件
に
従
つ
て
自
動
車
等
の
販
売
業
者

か
ら
取
得
す
る
と
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
三
輪
以

上
の
軽
自
動
車
の
販
売
価
額
に
相
当
す
る
金
額

二
　
前
号
に
掲
げ
る
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
以
外
の
三

輪
以
上
の
軽
自
動
車
　
当
該
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車

が
初
め
て
前
号
に
規
定
す
る
車
両
番
号
の
指
定
（
以

下
こ
の
号
に
お
い
て
「
初
回
車
両
番
号
指
定
」
と
い

う
。
）
を
受
け
た
と
き
に
お
け
る
前
号
に
定
め
る
金

額
に
、
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
日
の
属
す
る

年
の
一
月
一
日
か
ら
起
算
し
た
期
間
に
応
じ
て
総
務

大
臣
が
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額

（
法
第
四
百
五
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
乗
用
車
等
）

第
十
五
条
の
十
一
　
法
第
四
百
五
十
一
条
第
一
項
第
一
号

に
規
定
す
る
乗
用
車
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、

次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
軽
自
動
車
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
軽
自
動
車
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

れ
次
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ
　
平
成
三
十
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合

す
る
軽
自
動
車
　
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
細
目

告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の

（
１
）
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
二
分

の
一
を
超
え
な
い
軽
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出

ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合

す
る
軽
自
動
車
　
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
旧
細

64



目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の

（
１
）
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
四
分

の
一
を
超
え
な
い
軽
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出

ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
令
和
十
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
七
十
五

以
上
八
十
未
満
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
軽
自
動
車
に

係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
る
こ
と
。

三
　
令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
以
上
で

あ
る
こ
と
及
び
当
該
軽
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査

証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ

と
。

２
　
法
第
四
百
五
十
一
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
車

両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
以
下
の
ト
ラ
ッ
ク
で
総
務
省

令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る

軽
自
動
車
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
軽
自
動
車
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

れ
次
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ
　
平
成
三
十
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合

す
る
軽
自
動
車
　
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
細
目

告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の

（
４
）
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
二
分

の
一
を
超
え
な
い
軽
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出

ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合

す
る
軽
自
動
車
　
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
旧
細

目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の

（
４
）
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
四
分

の
一
を
超
え
な
い
軽
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出

ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
令
和
四
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
以
上
百

五
未
満
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
軽
自
動
車
に
係
る
自

動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
る
こ
と
。

３
　
法
第
四
百
五
十
一
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
乗

用
車
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
要

件
に
該
当
す
る
軽
自
動
車
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
軽
自
動
車
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

れ
次
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ
　
平
成
三
十
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合

す
る
軽
自
動
車
　
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
細
目

告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の

（
１
）
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
二
分

の
一
を
超
え
な
い
軽
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出

ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合

す
る
軽
自
動
車
　
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
旧
細

目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の

（
１
）
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
四
分

の
一
を
超
え
な
い
軽
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出

ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
令
和
十
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
七
十
以

上
七
十
五
未
満
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
軽
自
動
車
に

係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
る
こ
と
。

三
　
令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
以
上
で

あ
る
こ
と
及
び
当
該
軽
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査

証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ

と
。

４
　
法
第
四
百
五
十
一
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
車

両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
以
下
の
ト
ラ
ッ
ク
で
総
務
省

令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る

軽
自
動
車
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
軽
自
動
車
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

れ
次
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ
　
平
成
三
十
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合

す
る
軽
自
動
車
　
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
細
目

告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の

（
４
）
に
掲
げ
る
軽
自
動
車
の
種
別
に
応
じ
、
同

表
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
二
分
の
一

を
超
え
な
い
軽
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス

車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合

す
る
軽
自
動
車
　
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
旧
細

目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の

（
４
）
に
掲
げ
る
軽
自
動
車
の
種
別
に
応
じ
、
同

表
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
四
分
の
一

を
超
え
な
い
軽
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス

車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
令
和
四
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
九
十
五
以

上
百
未
満
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
軽
自
動
車
に
係
る

自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
る
こ
と
。

５
　
法
第
四
百
五
十
一
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に

お
け
る
前
各
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表

の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句

は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

第一項第

令
和
十
二

年
度
燃
費

基
準
達
成

レ
ベ
ル
が

七
十
五
以

上
八
十
未

自
動
車
の
燃
費
性
能
の
評
価
及
び
公
表
に

関
す
る
実
施
要
領
第
三
条
に
規
定
す
る

十
・
十
五
モ
ー
ド
燃
費
値
（
次
号
及
び
第

二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
に
お
い
て
「
十
・

十
五
モ
ー
ド
燃
費
値
」
と
い
う
。
）
が
同

条
第
一
号
に
規
定
す
る
平
成
二
十
二
年
度

二号

満
で
あ
る

こ
と
及
び

基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
（
次
号
及
び

第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
に
お
い
て
「
平

成
二
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効

率
」
と
い
う
。
）
に
百
分
の
百
六
十
二
を

乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
並

び
に

そ
の
旨

そ
の
旨
並
び
に
自
動
車
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費
効
率
の
算
定
等
に
関
す
る
省
令
に
規
定

す
る
国
土
交
通
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
方

法
第
一
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に

掲
げ
る
方
法
（
次
号
及
び
第
二
項
か
ら
第

四
項
ま
で
に
お
い
て
「
Ｊ
Ｃ
〇
八
モ
ー
ド

法
及
び
Ｗ
Ｌ
Ｔ
Ｃ
モ
ー
ド
法
」
と
い
う
。
）

に
よ
り
当
該
軽
自
動
車
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費
効
率
が
算
定
さ
れ
て
い
な
い
旨

第一項第三号

令
和
二
年

度
燃
費
基

準
達
成
レ

ベ
ル
が
百

以
上
で
あ

る
こ
と
及

び

十
・
十
五
モ
ー
ド
燃
費
値
が
平
成
二
十
二

年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分

の
百
五
十
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ

る
こ
と
並
び
に

そ
の
旨

そ
の
旨
並
び
に
Ｊ
Ｃ
〇
八
モ
ー
ド
法
及
び

Ｗ
Ｌ
Ｔ
Ｃ
モ
ー
ド
法
に
よ
り
当
該
軽
自
動

車
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
算
定
さ
れ

て
い
な
い
旨

第二項第二号

令
和
四
年

度
燃
費
基

準
達
成
レ

ベ
ル
が
百

以
上
百
五

未
満
で
あ

る
こ
と
及

び

十
・
十
五
モ
ー
ド
燃
費
値
が
平
成
二
十
二

年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分

の
百
五
十
五
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で

あ
る
こ
と
並
び
に

そ
の
旨

そ
の
旨
並
び
に
Ｊ
Ｃ
〇
八
モ
ー
ド
法
及
び

Ｗ
Ｌ
Ｔ
Ｃ
モ
ー
ド
法
に
よ
り
当
該
軽
自
動

車
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
算
定
さ
れ

て
い
な
い
旨

第三項第二号

令
和
十
二

年
度
燃
費

基
準
達
成

レ
ベ
ル
が

七
十
以
上

七
十
五
未

満
で
あ
る

こ
と
及
び

十
・
十
五
モ
ー
ド
燃
費
値
が
平
成
二
十
二

年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分

の
百
五
十
一
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で

あ
る
こ
と
並
び
に

そ
の
旨

そ
の
旨
並
び
に
Ｊ
Ｃ
〇
八
モ
ー
ド
法
及
び

Ｗ
Ｌ
Ｔ
Ｃ
モ
ー
ド
法
に
よ
り
当
該
軽
自
動

車
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
算
定
さ
れ

て
い
な
い
旨

第三項第三号

令
和
二
年

度
燃
費
基

準
達
成
レ

ベ
ル
が
百

以
上
で
あ

る
こ
と
及

び

十
・
十
五
モ
ー
ド
燃
費
値
が
平
成
二
十
二

年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分

の
百
五
十
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ

る
こ
と
並
び
に

そ
の
旨

そ
の
旨
並
び
に
Ｊ
Ｃ
〇
八
モ
ー
ド
法
及
び

Ｗ
Ｌ
Ｔ
Ｃ
モ
ー
ド
法
に
よ
り
当
該
軽
自
動

車
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
算
定
さ
れ

て
い
な
い
旨

第四項第二号

令
和
四
年

度
燃
費
基

準
達
成
レ

ベ
ル
が
九

十
五
以
上

百
未
満
で

あ
る
こ
と

及
び

十
・
十
五
モ
ー
ド
燃
費
値
が
平
成
二
十
二

年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分

の
百
四
十
七
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で

あ
る
こ
と
並
び
に

そ
の
旨

そ
の
旨
並
び
に
Ｊ
Ｃ
〇
八
モ
ー
ド
法
及
び

Ｗ
Ｌ
Ｔ
Ｃ
モ
ー
ド
法
に
よ
り
当
該
軽
自
動

車
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
算
定
さ
れ

て
い
な
い
旨

６
　
法
第
四
百
五
十
一
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
又
は
第

二
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
適

用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定

中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

第一項第二号

令
和
十
二
年

度
燃
費
基
準

達
成
レ
ベ
ル

が
七
十
五
以

上
八
十
未
満

で
あ
る
こ
と

及
び

令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル

が
百
九
以
上
で
あ
る
こ
と
並
び
に

そ
の
旨

そ
の
旨
及
び
自
動
車
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
効
率
の
算
定
等
に
関
す
る
省
令

に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
が
告
示

で
定
め
る
方
法
第
一
条
第
一
項
第
三

号
に
掲
げ
る
方
法
（
第
三
項
第
二
号
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に
お
い
て
「
Ｗ
Ｌ
Ｔ
Ｃ
モ
ー
ド
法
」

と
い
う
。
）
に
よ
り
当
該
軽
自
動
車
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
算
定
さ
れ

て
い
な
い
旨

第三項第二号

令
和
十
二
年

度
燃
費
基
準

達
成
レ
ベ
ル

が
七
十
以
上

七
十
五
未
満

で
あ
る
こ
と

及
び

令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル

が
百
二
以
上
で
あ
る
こ
と
並
び
に

そ
の
旨

そ
の
旨
及
び
Ｗ
Ｌ
Ｔ
Ｃ
モ
ー
ド
法
に

よ
り
当
該
軽
自
動
車
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
効
率
が
算
定
さ
れ
て
い
な
い
旨

７
　
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
の
申
請
を
し
た
者
が
偽
り

そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等

を
受
け
た
こ
と
を
事
由
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
当
該

国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
を
取
り
消
し
た
場
合
で
あ
つ

て
、
当
該
取
消
し
後
に
そ
の
対
象
と
な
つ
た
軽
自
動
車

が
新
た
に
受
け
た
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
が
軽
自
動

車
検
査
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
て
か
ら
、
当
該
新
た
に

受
け
た
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
が
当
該
軽
自
動
車
に

係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
ま
で

の
間
に
お
い
て
は
、
当
該
軽
自
動
車
に
対
す
る
第
一
項

か
ら
第
四
項
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
前
二
項
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
当
該
軽

自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
」
と
あ
る
の
は
「
道
路

運
送
車
両
法
第
七
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
軽
自
動

車
検
査
フ
ァ
イ
ル
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
環
境
性
能
割
に
係
る
申
告
書
等
の
様
式
）

第
十
五
条
の
十
二
　
法
第
四
百
五
十
四
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
提
出
す
べ
き
申
告
書
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
提
出
す
べ
き
報
告
書
の
様
式
は
、
第
三
十
三
号

の
四
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
環
境
性
能
割
の
修
正
申
告
書
の
記
載
事
項
）

第
十
五
条
の
十
三
　
法
第
四
百
五
十
五
条
第
二
項
に
規
定

す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

と
す
る
。

一
　
納
税
義
務
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

二
　
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
を
譲
渡
し
た
者
の
氏
名
又

は
名
称
及
び
住
所

三
　
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
取
得
が
さ
れ
た
年
月
日

四
　
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
取
得
の
原
因

五
　
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
種
別
、
用
途
、
車
名
及

び
型
式

六
　
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
定
置
場

七
　
既
に
納
付
の
確
定
し
た
環
境
性
能
割
額

八
　
環
境
性
能
割
の
課
税
標
準
額
及
び
環
境
性
能
割
額

九
　
前
号
の
環
境
性
能
割
額
に
相
当
す
る
金
額
か
ら
第

七
号
の
環
境
性
能
割
額
に
相
当
す
る
金
額
を
控
除
し

た
金
額

十
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
市
町
村
の
条
例
で

定
め
る
事
項

（
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
性
能
が
良
好
で
な
い
こ
と

に
類
す
る
理
由
）

第
十
五
条
の
十
四
　
法
第
四
百
五
十
九
条
第
一
項
に
規
定

す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
理
由
は
、
三
輪
以
上
の
軽
自

動
車
の
車
体
の
塗
色
等
が
当
該
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車

の
取
得
に
係
る
契
約
の
内
容
と
異
な
る
こ
と
と
す
る
。

（
法
第
四
百
六
十
三
条
の
十
五
第
一
項
第
一
号
ニ
に
規

定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
原
動
機
付
自
転
車
）

第
十
五
条
の
十
五
　
法
第
四
百
六
十
三
条
の
十
五
第
一
項

第
一
号
ニ
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
原
動
機
付

自
転
車
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
原
動
機
付
自

転
車
と
す
る
。

一
　
車
室
を
備
え
ず
、
か
つ
、
輪
距
（
二
以
上
の
輪
距

を
有
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
輪
距
の
う
ち

大
の
も
の
）
が
〇
・
五
メ
ー
ト
ル
以
下
の
原
動
機
付

自
転
車

二
　
側
面
が
構
造
上
開
放
さ
れ
て
い
る
車
室
を
備
え
、

か
つ
、
輪
距
が
〇
・
五
メ
ー
ト
ル
以
下
の
三
輪
の
原

動
機
付
自
転
車

三
　
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
（
昭
和
二
十
六
年
運

輸
省
令
第
六
十
七
号
）
第
一
条
第
一
項
第
十
三
号
の

六
に
規
定
す
る
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車

（
種
別
割
に
係
る
申
告
書
等
の
様
式
）

第
十
六
条
　
法
第
四
百
六
十
三
条
の
十
九
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
提
出
す
べ
き
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
申
告
書

又
は
報
告
書
の
様
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
下
欄
に
掲
げ

る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

申
告
書
等
の
種
類

様
式

（
一
）
　
軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）
申
告
（
報

告
）
書
（
軽
自
動
車
及
び
二
輪
の
小
型
自
動
車

に
係
る
申
告
（
報
告
）
書
）

第

三

十

三

号

の

四

の

二

様
式

（
二
）
　
軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）
申
告
（
報

告
）
書
兼
標
識
交
付
申
請
書
（
原
動
機
付
自
転

車
・
小
型
特
殊
自
動
車
）
（
原
動
機
付
自
転
車

及
び
小
型
特
殊
自
動
車
に
係
る
新
規
又
は
変
更

申
告
（
報
告
）
書
）

第

三

十

三

号

の

五
様
式

（
三
）
　
軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）
廃
車
申
告
書

兼
標
識
返
納
書
（
原
動
機
付
自
転
車
・
小
型
特

殊
自
動
車
）
（
原
動
機
付
自
転
車
及
び
小
型
特

殊
自
動
車
に
係
る
廃
車
申
告
書
）

第

三

十

四

号

様

式

（
卸
売
販
売
業
者
等
が
徴
す
る
書
類
）

第
十
六
条
の
二
　
第
八
条
の
規
定
は
、
法
第
四
百
六
十
五

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
卸
売
販
売
業
者
等
（
同
条
第

一
項
に
規
定
す
る
卸
売
販
売
業
者
等
を
い
う
。
以
下
第

十
六
条
の
四
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
小
売
販
売
業

者
か
ら
徴
す
る
書
類
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

２
　
第
八
条
の
二
の
規
定
は
、
法
第
四
百
六
十
五
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
卸
売
販
売
業
者
等
が
小
売
販
売
業
者

で
あ
る
卸
売
販
売
業
者
等
か
ら
徴
す
る
書
類
に
つ
い
て

準
用
す
る
。

（
加
熱
式
た
ば
こ
の
重
量
の
計
算
か
ら
除
外
さ
れ
る
も

の
の
範
囲
）

第
十
六
条
の
二
の
二
　
法
第
四
百
六
十
七
条
第
三
項
第
一

号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
フ
ィ
ル

タ
ー
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当

該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
　
加
熱
式
た
ば
こ
（
次
号
に
掲
げ
る
加
熱
式
た
ば
こ

の
喫
煙
用
具
を
除
く
。
）
　
当
該
加
熱
式
た
ば
こ
に
巻

か
れ
た
紙
及
び
葉
た
ば
こ
（
た
ば
こ
事
業
法
第
二
条

第
二
号
に
規
定
す
る
葉
た
ば
こ
を
い
う
。
）
が
充
塡

さ
れ
て
い
る
容
器

二
　
法
第
四
百
六
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
製
造
た

ば
こ
と
み
な
さ
れ
る
加
熱
式
た
ば
こ
の
喫
煙
用
具
　

当
該
加
熱
式
た
ば
こ
の
喫
煙
用
具
に
充
塡
し
た
同
条

に
規
定
す
る
グ
リ
セ
リ
ン
そ
の
他
の
物
品
又
は
こ
れ

ら
の
混
合
物
以
外
の
も
の

（
課
税
免
除
事
由
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
に
足
り

る
書
類
）

第
十
六
条
の
二
の
三
　
第
八
条
の
四
第
一
項
の
規
定
は
、

法
第
四
百
六
十
九
条
第
一
項
（
第
一
号
又
は
第
二
号
に

係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と

す
る
卸
売
販
売
業
者
等
が
保
存
す
べ
き
書
類
に
つ
い
て

準
用
す
る
。

２
　
第
八
条
の
四
第
二
項
の
規
定
は
、
法
第
四
百
六
十
九

条
第
一
項
（
第
三
号
又
は
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
卸
売
販
売

業
者
等
が
提
出
す
べ
き
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
八
条
の
四
第
二
項
中

「
第
七
十
四
条
の
十
第
一
項
又
は
第
三
項
」
と
あ
る
の

は
「
第
四
百
七
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
」
と
、

「
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
市
町
村
長
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
市
町
村
た
ば
こ
税
に
係
る
申
告
書
等
の
様
式
）

第
十
六
条
の
二
の
四
　
市
町
村
た
ば
こ
税
に
つ
い
て
、
次

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
申
告
書
の
様
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ

そ
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

申
告
書
の
種
類

様
式

（
一
）
　
市
町
村
た
ば
こ
税
申
告
書
及
び
こ
れ
に

係
る
修
正
申
告
書
（
法
第
四
百
七
十
三
条
第
一

項
の
申
告
書
及
び
法
第
四
百
七
十
五
条
第
二
項

の
修
正
申
告
書
）

第

三

十

四

号

の

二
様
式

（
二
）
　
提
出
期
限
の
特
例
の
指
定
を
受
け
て
い

る
者
が
提
出
す
べ
き
市
町
村
た
ば
こ
税
申
告
書

及
び
こ
れ
に
係
る
修
正
申
告
書
（
法
第
四
百
七

十
三
条
第
二
項
の
申
告
書
及
び
法
第
四
百
七
十

五
条
第
二
項
の
修
正
申
告
書
）

第

三

十

四

号

の

二

の

二

様
式

２
　
卸
売
販
売
業
者
等
が
市
町
村
た
ば
こ
税
に
係
る
地
方

団
体
の
徴
収
金
を
申
告
納
付
の
方
法
に
よ
り
納
付
す
る

と
き
（
口
座
振
替
の
方
法
又
は
法
第
七
百
四
十
七
条
の

六
第
二
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
納
付
す
る
場
合
を

除
く
。
）
は
、
当
該
地
方
団
体
の
徴
収
金
に
第
三
十
四

号
の
二
の
五
様
式
に
よ
る
納
付
書
（
当
該
書
類
に
記
載

す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
）
を

添
え
て
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
返
還
に
係
る
製
造
た
ば
こ
の
品
目
ご
と
の
数
量
に
つ

い
て
の
明
細
を
記
載
し
た
書
類
の
添
付
）

第
十
六
条
の
二
の
五
　
第
八
条
の
六
の
規
定
は
、
法
第
四

百
七
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
又
は
同
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
還
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
卸
売
販

売
業
者
等
が
当
該
控
除
又
は
還
付
に
係
る
法
第
四
百
七

十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を

提
出
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
申
告
書
の
提
出
期
限
の
特
例
に
係
る
申
請
書
の
提
出
）

第
十
六
条
の
三
　
第
八
条
の
八
の
規
定
は
、
法
第
四
百
七

十
三
条
第
二
項
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
卸
売
販
売

業
者
等
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
市
町
村
た
ば
こ
税
に
係
る
還
付
請
求
申
告
書
の
提
出
）

第
十
六
条
の
四
　
法
第
四
百
七
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
、
法
第
四
百
七
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
控

除
を
受
け
る
べ
き
金
額
に
相
当
す
る
金
額
の
還
付
を
受

け
よ
う
と
す
る
卸
売
販
売
業
者
等
は
、
第
三
十
四
号
の

二
の
六
様
式
に
よ
る
申
告
書
を
当
該
市
町
村
長
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該

申
告
書
に
は
、
第
十
六
号
の
五
様
式
に
よ
る
書
類
を
添

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
第
四
百
八
十
五
条
の
十
三
第
一
項
の
市
町
村
た
ば

こ
税
の
額
）

第
十
六
条
の
四
の
二
　
法
第
四
百
八
十
五
条
の
十
三
第
一

項
の
市
町
村
に
納
付
さ
れ
た
当
該
年
度
の
市
町
村
た
ば

こ
税
の
額
に
相
当
す
る
額
は
、
地
方
自
治
法
第
二
百
三

十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
調
製
す
べ
き
市
町
村
の

決
算
に
係
る
市
町
村
た
ば
こ
税
の
額
に
相
当
す
る
額
と

す
る
。
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（
法
第
四
百
八
十
五
条
の
十
三
第
一
項
の
た
ば
こ
消
費

基
礎
人
口
）

第
十
六
条
の
四
の
三
　
法
第
四
百
八
十
五
条
の
十
三
第
一

項
に
規
定
す
る
た
ば
こ
消
費
基
礎
人
口
（
次
条
及
び
第

十
六
条
の
四
の
五
に
お
い
て
「
た
ば
こ
消
費
基
礎
人

口
」
と
い
う
。
）
は
、
第
一
号
及
び
第
二
号
に
よ
り
算

出
し
た
数
の
合
計
数
（
特
別
区
に
あ
つ
て
は
、
次
の
各

号
に
よ
り
算
出
し
た
数
の
合
計
数
）
と
す
る
。

一
　
国
勢
調
査
令
に
よ
つ
て
令
和
二
年
十
月
一
日
現
在

に
よ
つ
て
行
つ
た
同
令
第
一
条
に
規
定
す
る
国
勢
調

査
の
結
果
と
し
て
公
表
さ
れ
た
令
和
二
年
国
勢
調
査

人
口
等
基
本
集
計
第
二―
七
表
（
男
女
、
年
齢
（
五

歳
階
級
及
び
三
区
分
）
、
国
籍
総
数
か
日
本
人
別
人

口
、
平
均
年
齢
、
年
齢
中
位
数
及
び
人
口
構
成
比

［
年
齢
別
］
）
の
表
側
「
国
籍
総
数
か
日
本
人
」
が

「
国
籍
総
数
」
か
つ
表
側
「
男
女
」
が
「
総
数
」
の

う
ち
、
表
頭
が
「
総
数
」
の
欄
の
数
か
ら
表
頭
が

「
〇
～
四
歳
」
、
「
五
～
九
歳
」
、
「
十
～
十
四
歳
」
及

び
「
十
五
～
十
九
歳
」
の
各
欄
の
数
を
控
除
し
た
数

二
　
国
勢
調
査
令
に
よ
つ
て
令
和
二
年
十
月
一
日
現
在

に
よ
つ
て
行
つ
た
同
令
第
一
条
に
規
定
す
る
国
勢
調

査
の
結
果
と
し
て
公
表
さ
れ
た
令
和
二
年
国
勢
調
査

従
業
地
・
通
学
地
に
よ
る
人
口
・
就
業
状
態
等
集
計

第
一―

一
表
（
男
女
、
年
齢
（
五
歳
階
級
）
、
常
住

地
又
は
従
業
地
・
通
学
地
別
人
口
及
び
昼
夜
間
人
口

比
率
）
の
表
頭
「
常
住
地
又
は
従
業
地
・
通
学
地
」

が
「
県
内
他
市
町
村
に
常
住
」
の
う
ち
表
側
「
男

女
」
が
「
総
数
」
か
つ
表
側
「
年
齢
」
が
「
総
数
」

の
欄
の
数
か
ら
表
側
が
「
十
五
歳
未
満
」
及
び
「
十

五
～
十
九
歳
」
の
各
欄
の
数
を
控
除
し
た
数
と
表
頭

「
常
住
地
又
は
従
業
地
・
通
学
地
」
が
「
他
県
に
常

住
」
の
う
ち
表
側
「
男
女
」
が
「
総
数
」
か
つ
表
側

「
年
齢
」
が
「
総
数
」
の
欄
の
数
か
ら
表
側
が
「
十

五
歳
未
満
」
及
び
「
十
五
～
十
九
歳
」
の
各
欄
の
数

を
控
除
し
た
数
と
の
合
計
数

三
　
国
勢
調
査
令
に
よ
つ
て
令
和
二
年
十
月
一
日
現
在

に
よ
つ
て
行
つ
た
同
令
第
一
条
に
規
定
す
る
国
勢
調

査
の
結
果
と
し
て
公
表
さ
れ
た
令
和
二
年
国
勢
調
査

従
業
地
・
通
学
地
に
よ
る
人
口
・
就
業
状
態
等
集
計

第
一―

一
表
（
男
女
、
年
齢
（
五
歳
階
級
）
、
常
住

地
又
は
従
業
地
・
通
学
地
別
人
口
及
び
昼
夜
間
人
口

比
率
）
の
表
頭
「
常
住
地
又
は
従
業
地
・
通
学
地
」

が
「
自
市
内
他
区
に
常
住
」
の
う
ち
表
側
「
男
女
」

が
「
総
数
」
か
つ
表
側
「
年
齢
」
が
「
総
数
」
の
欄

の
数
か
ら
表
側
が
「
十
五
歳
未
満
」
及
び
「
十
五
～

十
九
歳
」
の
各
欄
の
数
を
控
除
し
た
数

（
法
第
四
百
八
十
五
条
の
十
三
第
一
項
の
た
ば
こ
税
に

係
る
課
税
定
額
の
算
定
方
法
）

第
十
六
条
の
四
の
四
　
法
第
四
百
八
十
五
条
の
十
三
第
一

項
に
規
定
す
る
た
ば
こ
税
に
係
る
課
税
定
額
は
、
次
の

算
式
に
よ
つ
て
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

算
式

Ａ×

（
（
Ｃ×

２
）
／
Ｂ
）

算
式
の
符
号

Ａ
　
前
々
年
度
の
全
国
の
市
町
村
た
ば
こ
税
の
額
の

合
計
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
定
め
る
額

Ｂ
　
全
国
の
た
ば
こ
消
費
基
礎
人
口
の
合
計

Ｃ
　
当
該
市
町
村
の
た
ば
こ
消
費
基
礎
人
口

２
　
前
項
の
た
ば
こ
税
に
係
る
課
税
定
額
を
計
算
す
る
場

合
に
お
い
て
、
当
該
計
算
し
た
金
額
に
千
円
未
満
の
端

数
が
あ
る
と
き
、
又
は
そ
の
全
額
が
千
円
未
満
で
あ
る

と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
又
は
そ
の
全
額
を
切
り
上
げ

る
。

（
市
町
村
の
廃
置
分
合
等
の
場
合
に
お
け
る
関
係
市
町

村
の
市
町
村
た
ば
こ
税
の
額
及
び
た
ば
こ
消
費
基
礎
人

口
の
算
定
方
法
）

第
十
六
条
の
四
の
五
　
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下

本
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
廃
置
分
合
若
し
く
は
境
界

変
更
が
あ
つ
た
場
合
、
所
属
未
定
地
を
市
町
村
の
区
域

に
編
入
し
た
場
合
又
は
市
町
村
の
境
界
が
確
定
し
た
場

合
に
お
け
る
関
係
市
町
村
の
市
町
村
た
ば
こ
税
（
特
別

区
た
ば
こ
税
を
含
む
。
以
下
本
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
額
及
び
た
ば
こ
消
費
基
礎
人
口
に
つ
い
て
は
、
次
の

各
号
に
よ
り
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
廃
置
分
合
に
よ
つ
て
二
以
上
の
市
町
村
の
区
域
を

そ
の
ま
ま
市
町
村
の
区
域
と
し
た
市
町
村
の
市
町
村

た
ば
こ
税
の
額
及
び
た
ば
こ
消
費
基
礎
人
口
に
つ
い

て
は
、
当
該
廃
置
分
合
前
の
各
市
町
村
に
納
付
さ
れ

た
市
町
村
た
ば
こ
税
の
額
及
び
各
市
町
村
の
た
ば
こ

消
費
基
礎
人
口
を
そ
れ
ぞ
れ
合
計
す
る
も
の
と
す

る
。

二
　
廃
置
分
合
に
よ
つ
て
一
の
市
町
村
の
区
域
を
分
割

し
た
市
町
村
又
は
境
界
変
更
に
よ
つ
て
区
域
を
減
じ

た
市
町
村
に
つ
い
て
は
、
当
該
廃
置
分
合
又
は
境
界

変
更
後
の
関
係
市
町
村
の
た
ば
こ
消
費
基
礎
人
口

は
、
地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
七
十
七
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
都
道
府
県
知
事
が
告
示
し
た
当
該
関

係
市
町
村
の
人
口
を
基
礎
と
し
て
同
項
第
二
号
の
規

定
に
準
じ
て
算
定
す
る
も
の
と
し
、
当
該
廃
置
分
合

又
は
境
界
変
更
後
の
関
係
市
町
村
の
市
町
村
た
ば
こ

税
の
額
は
、
当
該
廃
置
分
合
又
は
境
界
変
更
前
に
納

付
さ
れ
た
当
該
関
係
市
町
村
の
市
町
村
た
ば
こ
税
の

額
を
同
号
の
規
定
に
準
じ
て
算
定
し
た
た
ば
こ
消
費

基
礎
人
口
に
よ
り
あ
ん
分
す
る
も
の
と
す
る
。

三
　
境
界
変
更
に
よ
つ
て
区
域
を
増
し
た
市
町
村
に
つ

い
て
は
、
当
該
境
界
変
更
後
の
当
該
市
町
村
の
た
ば

こ
消
費
基
礎
人
口
は
、
当
該
境
界
変
更
前
の
当
該
市

町
村
の
た
ば
こ
消
費
基
礎
人
口
に
前
号
の
規
定
に
準

じ
て
算
定
し
た
当
該
区
域
を
増
し
た
部
分
に
係
る
た

ば
こ
消
費
基
礎
人
口
を
加
え
る
も
の
と
し
、
当
該
境

界
変
更
後
の
当
該
市
町
村
の
市
町
村
た
ば
こ
税
の
額

は
、
当
該
区
域
を
増
し
た
部
分
に
係
る
市
町
村
た
ば

こ
税
の
額
と
し
て
前
号
の
規
定
に
準
じ
て
算
定
し
た

た
ば
こ
消
費
基
礎
人
口
に
よ
り
あ
ん
分
し
た
額
を
加

え
る
も
の
と
す
る
。

四
　
所
属
未
定
地
を
市
町
村
の
区
域
に
編
入
し
た
市
町

村
又
は
市
町
村
の
境
界
が
確
定
し
た
市
町
村
の
市
町

村
た
ば
こ
税
の
額
及
び
た
ば
こ
消
費
基
礎
人
口
に
つ

い
て
は
、
前
二
号
の
規
定
に
準
じ
て
算
定
す
る
も
の

と
す
る
。

（
法
第
五
百
八
十
六
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る

も
の
）

第
十
六
条
の
四
の
六
　
法
第
五
百
八
十
六
条
第
一
項
に
規

定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
地
方
独
立
行
政

法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
六
十
一

条
に
規
定
す
る
移
行
型
地
方
独
立
行
政
法
人
及
び
そ
れ

以
外
の
地
方
独
立
行
政
法
人
で
あ
つ
て
同
法
第
二
十
一

条
の
規
定
に
基
づ
き
病
院
事
業
を
行
う
も
の
の
う
ち
、

地
方
公
共
団
体
か
ら
病
院
の
譲
渡
を
受
け
て
医
療
法
第

七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
許
可
を
受
け
た
も
の
と
す

る
。

（
政
令
第
五
十
四
条
の
十
三
第
三
項
第
六
号
の
施
設
）

第
十
六
条
の
五
　
政
令
第
五
十
四
条
の
十
三
第
三
項
第
六

号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
次
に
掲

げ
る
施
設
と
す
る
。

一
　
電
気
、
ガ
ス
、
工
業
用
水
道
若
し
く
は
水
道
を
事

業
の
用
に
供
す
る
た
め
の
施
設
又
は
こ
れ
ら
に
附
属

す
る
施
設

二
　
ば
い
煙
若
し
く
は
粉
じ
ん
の
処
理
又
は
騒
音
の
防

止
の
用
に
供
す
る
施
設

三
　
工
業
生
産
設
備
に
関
す
る
保
安
を
確
保
す
る
た
め

に
必
要
な
施
設

四
　
職
業
訓
練
施
設

五
　
駐
車
場
、
車
庫
、
食
堂
、
休
憩
所
、
浴
場
、
洗
面

所
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
施
設

（
政
令
第
五
十
四
条
の
十
三
の
二
第
六
項
第
六
号
の
施

設
）

第
十
六
条
の
五
の
二
　
政
令
第
五
十
四
条
の
十
三
の
二
第

六
項
第
六
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
施
設

は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
と
す
る
。

一
　
電
気
、
ガ
ス
、
工
業
用
水
道
若
し
く
は
水
道
を
事

業
の
用
に
供
す
る
た
め
の
施
設
又
は
こ
れ
ら
に
附
属

す
る
施
設

二
　
ば
い
煙
若
し
く
は
粉
じ
ん
の
処
理
又
は
騒
音
の
防

止
の
た
め
の
施
設

三
　
生
産
設
備
に
関
す
る
保
安
を
確
保
す
る
た
め
に
必

要
な
施
設

四
　
職
業
訓
練
施
設

五
　
駐
車
場
、
車
庫
、
食
堂
、
休
憩
所
、
浴
場
、
洗
面

所
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
施
設

（
政
令
第
五
十
四
条
の
十
三
の
四
第
一
項
の
施
設
等
）

第
十
六
条
の
五
の
三
　
政
令
第
五
十
四
条
の
十
三
の
四
第

一
項
に
規
定
す
る
総
合
保
養
地
域
整
備
法
（
昭
和
六
十

二
年
法
律
第
七
十
一
号
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
か
ら

第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
施
設
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も

の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
施
設
の
区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
施
設
の
う
ち
、
会
員
そ
の

他
の
当
該
施
設
を
一
般
の
利
用
客
に
比
し
て
有
利
な
条

件
で
利
用
す
る
権
利
を
有
す
る
者
が
存
す
る
も
の
又
は

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る

法
律
第
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
六
項
に
規
定
す
る
営

業
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
以
外
の
も
の
と
す
る
。

一
　
総
合
保
養
地
域
整
備
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に

掲
げ
る
施
設
　
次
に
定
め
る
施
設

イ
　
野
球
場

ロ
　
蹴
球
場

ハ
　
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
場

ニ
　
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
場

ホ
　
陸
上
競
技
場

ヘ
　
庭
球
場

ト
　
水
泳
場

チ
　
ス
キ
ー
場

リ
　
ス
ケ
ー
ト
場

ヌ
　
体
育
館

ル
　
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
（
主
と
し
て
重
量
挙

げ
及
び
ボ
デ
ィ
ー
ビ
ル
用
具
を
用
い
室
内
に
お
い

て
健
康
管
理
及
び
体
力
向
上
を
目
的
と
し
た
運
動

を
行
う
施
設
を
い
う
。
）

ヲ
　
ゴ
ル
フ
場

ワ
　
ボ
ー
リ
ン
グ
場

カ
　
弓
場

ヨ
　
野
営
場
（
野
外
に
お
け
る
宿
泊
を
主
た
る
目
的

と
し
た
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
用
に
供
す
る
た
め

の
施
設
で
、
管
理
施
設
、
炊
事
施
設
、
汚
水
処
理

施
設
、
便
所
そ
の
他
利
便
施
設
を
備
え
た
も
の
を

い
う
。
）

タ
　
野
外
ア
ス
レ
チ
ッ
ク
場
（
専
ら
ス
ポ
ー
ツ
又
は

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
用
に
供
す
る
た
め
、
材

木
、
ロ
ー
プ
等
で
組
み
立
て
ら
れ
た
構
築
物
が
自

然
の
地
形
等
を
利
用
し
て
野
外
に
連
続
的
に
配
置

さ
れ
た
施
設
で
あ
つ
て
、
管
理
施
設
、
休
憩
所
そ

の
他
利
便
施
設
を
備
え
た
も
の
を
い
う
。
）
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レ
　
漕
艇
場

ソ
　
マ
リ
ー
ナ
（
ス
ポ
ー
ツ
又
は
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
の
用
に
供
す
る
ヨ
ッ
ト
、
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
そ

の
他
の
船
舶
を
係
留
す
る
係
留
施
設
及
び
こ
れ
ら

の
船
舶
の
利
便
に
供
す
る
港
湾
法
（
昭
和
二
十
五

年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
第
二
条
第
五
項
第
一

号
、
第
二
号
、
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
、
第
八

号
の
二
又
は
第
九
号
の
三
か
ら
第
十
号
の
二
ま
で

に
掲
げ
る
施
設
（
陸
上
船
舶
保
管
施
設
、
係
留
施

設
そ
の
他
の
施
設
で
船
舶
を
長
期
に
保
管
す
る
者

が
専
ら
利
用
す
る
も
の
を
除
く
も
の
と
し
、
同
項

第
四
号
に
掲
げ
る
施
設
に
あ
つ
て
は
駐
車
場
に
限

る
も
の
と
し
、
同
項
第
九
号
の
三
に
掲
げ
る
施
設

に
あ
つ
て
は
緑
地
、
広
場
、
植
栽
及
び
休
憩
所
に

限
る
も
の
と
し
、
同
項
第
十
号
に
掲
げ
る
施
設
に

あ
つ
て
は
専
ら
乗
組
員
が
利
用
す
る
も
の
に
限
る

も
の
と
す
る
。
）
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
施
設
を
い

う
。
）

ツ
　
遊
漁
船
等
利
用
施
設
（
ス
ポ
ー
ツ
又
は
レ
ク
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
の
用
に
供
す
る
遊
漁
船
（
遊
漁
船
業

の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
三
年
法
律

第
九
十
九
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
船
舶

を
い
う
。
）
そ
の
他
の
船
舶
を
係
留
す
る
係
留
施

設
及
び
こ
れ
ら
の
船
舶
の
利
便
に
供
す
る
漁
港
及

び
漁
場
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五

年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
三
条
第
一
号
イ
若
し

く
は
ハ
又
は
第
二
号
イ
、
ロ
、
ホ
、
ト
か
ら
ヌ
ま

で
若
し
く
は
カ
に
掲
げ
る
施
設
（
陸
上
船
舶
保
管

施
設
、
係
留
施
設
そ
の
他
の
施
設
で
船
舶
を
長
期

に
保
管
す
る
者
が
専
ら
利
用
す
る
も
の
を
除
く
も

の
と
し
、
同
条
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
施
設
に
あ
つ

て
は
駐
車
場
に
限
る
も
の
と
し
、
同
号
ト
に
掲
げ

る
施
設
に
あ
つ
て
は
荷
役
機
械
並
び
に
製
氷
、
冷

凍
及
び
冷
蔵
施
設
に
限
る
も
の
と
し
、
同
号
リ
に

掲
げ
る
施
設
に
あ
つ
て
は
宿
泊
所
を
除
く
も
の
と

し
、
同
号
カ
に
掲
げ
る
施
設
に
あ
つ
て
は
広
場
、

植
栽
及
び
休
憩
所
に
限
る
も
の
と
す
る
。
）
に
よ

り
構
成
さ
れ
る
施
設
を
い
い
、
同
法
第
六
条
第
一

項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
基
づ
き
指
定
さ
れ

た
漁
港
の
区
域
内
に
お
い
て
整
備
さ
れ
る
も
の
に

限
る
。
）

ネ
　
釣
り
場
（
海
、
湖
等
に
お
い
て
レ
ク
リ
エ
ー
シ

ョ
ン
の
目
的
で
魚
類
等
を
釣
る
た
め
の
施
設
で
、

釣
り
桟
橋
、
蓄
養
施
設
、
管
理
施
設
、
照
明
施
設

そ
の
他
利
便
施
設
を
備
え
た
も
の
を
い
う
。
）

二
　
総
合
保
養
地
域
整
備
法
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に

掲
げ
る
施
設
　
次
に
定
め
る
施
設

イ
　
劇
場
（
観
客
を
収
容
し
、
劇
、
音
楽
、
映
画
等

を
鑑
賞
さ
せ
る
施
設
を
い
う
。
）

ロ
　
図
書
館
（
図
書
、
記
録
そ
の
他
必
要
な
資
料
を

収
集
し
、
整
理
し
、
保
存
し
て
、
一
般
公
衆
の
利

用
に
供
す
る
施
設
を
い
う
。
）

ハ
　
博
物
館
（
歴
史
、
芸
術
、
民
俗
、
産
業
、
自
然

科
学
等
に
関
す
る
資
料
を
収
集
し
、
保
管
（
育
成

を
含
む
。
）
し
、
展
示
し
て
教
育
的
配
慮
の
下
に

一
般
公
衆
の
利
用
に
供
す
る
施
設
を
い
う
。
）

ニ
　
美
術
館

三
　
総
合
保
養
地
域
整
備
法
第
二
条
第
一
項
第
三
号
に

掲
げ
る
施
設
　
展
望
施
設
（
高
台
等
の
地
形
を
利
用

し
、
峡
谷
、
海
岸
、
夜
景
等
の
景
観
を
鑑
賞
さ
せ
る

た
め
の
施
設
を
い
う
。
）

四
　
総
合
保
養
地
域
整
備
法
第
二
条
第
一
項
第
四
号
に

掲
げ
る
施
設
　
次
に
定
め
る
施
設

イ
　
研
修
施
設

ロ
　
会
議
場
施
設

ハ
　
展
示
施
設

２
　
政
令
第
五
十
四
条
の
十
三
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る

金
額
の
定
め
の
あ
る
も
の
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

は
、
宿
泊
施
設
、
駐
車
施
設
、
遊
技
施
設
、
飲
食
店
、

喫
茶
店
及
び
物
品
販
売
施
設
と
す
る
。

（
政
令
第
五
十
四
条
の
十
三
の
五
第
四
項
の
施
設
）

第
十
六
条
の
五
の
四
　
政
令
第
五
十
四
条
の
十
三
の
五
第

四
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
次
に

掲
げ
る
施
設
と
す
る
。

一
　
電
気
、
ガ
ス
、
工
業
用
水
道
若
し
く
は
水
道
を
事

業
の
用
に
供
す
る
た
め
の
施
設
又
は
こ
れ
ら
に
附
属

す
る
施
設

二
　
ば
い
煙
若
し
く
は
粉
じ
ん
の
処
理
又
は
騒
音
の
防

止
の
用
に
供
す
る
施
設

三
　
工
業
生
産
設
備
に
関
す
る
保
安
を
確
保
す
る
た
め

に
必
要
な
施
設

四
　
職
業
訓
練
施
設

五
　
駐
車
場
、
車
庫
、
食
堂
、
休
憩
所
、
浴
場
、
洗
面

所
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
施
設

（
政
令
第
五
十
四
条
の
十
三
の
五
第
五
項
の
施
設
）

第
十
六
条
の
五
の
五
　
政
令
第
五
十
四
条
の
十
三
の
五
第

五
項
に
規
定
す
る
宿
泊
施
設
、
集
会
施
設
又
は
ス
ポ
ー

ツ
施
設
の
う
ち
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
施
設
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各

号
に
定
め
る
施
設
の
う
ち
、
会
員
そ
の
他
特
定
の
者
が

専
ら
利
用
す
る
も
の
又
は
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業

務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
若
し
く

は
第
六
項
に
規
定
す
る
営
業
の
用
に
供
す
る
も
の
以
外

の
も
の
と
す
る
。

一
　
宿
泊
施
設
　
旅
館
業
（
下
宿
営
業
を
除
く
。
）
の

用
に
供
す
る
施
設
（
旅
館
業
法
施
行
令
（
昭
和
三
十

二
年
政
令
第
百
五
十
二
号
）
第
一
条
第
一
項
又
は
第

二
項
に
定
め
る
施
設
の
構
造
設
備
の
基
準
を
満
た
す

も
の
に
限
る
。
）

二
　
集
会
施
設
　
次
に
定
め
る
施
設

イ
　
研
修
施
設

ロ
　
会
議
場
施
設

三
　
ス
ポ
ー
ツ
施
設
　
次
に
定
め
る
施
設

イ
　
野
球
場

ロ
　
蹴
球
場

ハ
　
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
場

ニ
　
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
場

ホ
　
陸
上
競
技
場

ヘ
　
庭
球
場

ト
　
水
泳
場

チ
　
ス
キ
ー
場

リ
　
ス
ケ
ー
ト
場

ヌ
　
体
育
館

ル
　
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
（
主
と
し
て
重
量
挙

げ
及
び
ボ
デ
ィ
ー
ビ
ル
用
具
を
用
い
、
室
内
に
お

い
て
健
康
管
理
及
び
体
力
向
上
を
目
的
と
し
た
運

動
を
行
う
施
設
を
い
う
。
）

ヲ
　
ゴ
ル
フ
場

ワ
　
ボ
ー
リ
ン
グ
場

カ
　
弓
場

ヨ
　
野
外
ア
ス
レ
チ
ッ
ク
場
（
専
ら
ス
ポ
ー
ツ
の
用

に
供
す
る
た
め
、
材
木
、
ロ
ー
プ
等
で
組
み
立
て

ら
れ
た
構
築
物
が
自
然
の
地
形
等
を
利
用
し
て
野

外
に
連
続
的
に
配
置
さ
れ
た
施
設
で
あ
つ
て
、
管

理
施
設
、
休
憩
所
そ
の
他
利
便
施
設
を
備
え
た
も

の
を
い
う
。
）

タ
　
漕
艇
場

レ
　
マ
リ
ー
ナ
（
ス
ポ
ー
ツ
の
用
に
供
す
る
ヨ
ッ

ト
、
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
そ
の
他
の
船
舶
を
係
留
す

る
係
留
施
設
及
び
こ
れ
ら
の
船
舶
の
利
便
に
供
す

る
港
湾
法
第
二
条
第
五
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第

四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
、
第
八
号
の
二
又
は
第
九

号
の
三
か
ら
第
十
号
の
二
ま
で
に
掲
げ
る
施
設

（
陸
上
船
舶
保
管
施
設
、
係
留
施
設
そ
の
他
の
施

設
で
船
舶
を
長
期
に
保
管
す
る
者
が
専
ら
利
用
す

る
も
の
を
除
く
も
の
と
し
、
同
項
第
四
号
に
掲
げ

る
施
設
に
あ
つ
て
は
駐
車
場
に
限
る
も
の
と
し
、

同
項
第
九
号
の
三
に
掲
げ
る
施
設
に
あ
つ
て
は
緑

地
、
広
場
、
植
栽
及
び
休
憩
所
に
限
る
も
の
と

し
、
同
項
第
十
号
に
掲
げ
る
施
設
に
あ
つ
て
は
専

ら
乗
組
員
が
利
用
す
る
も
の
に
限
る
も
の
と
す

る
。
）
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
施
設
を
い
う
。
）

ソ
　
遊
漁
船
等
利
用
施
設
（
ス
ポ
ー
ツ
の
用
に
供
す

る
遊
漁
船
（
遊
漁
船
業
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
船
舶
を
い
う
。
）
そ

の
他
の
船
舶
を
係
留
す
る
係
留
施
設
及
び
こ
れ
ら

の
船
舶
の
利
便
に
供
す
る
漁
港
及
び
漁
場
の
整
備

等
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
号
イ
若
し
く
は
ハ

又
は
第
二
号
イ
、
ロ
、
ホ
、
ト
か
ら
ヌ
ま
で
若
し

く
は
カ
に
掲
げ
る
施
設
（
陸
上
船
舶
保
管
施
設
、

係
留
施
設
そ
の
他
の
施
設
で
船
舶
を
長
期
に
保
管

す
る
者
が
専
ら
利
用
す
る
も
の
を
除
く
も
の
と

し
、
同
条
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
施
設
に
あ
つ
て
は

駐
車
場
に
限
る
も
の
と
し
、
同
号
ト
に
掲
げ
る
施

設
に
あ
つ
て
は
荷
役
機
械
並
び
に
製
氷
、
冷
凍
及

び
冷
蔵
施
設
に
限
る
も
の
と
し
、
同
号
リ
に
掲
げ

る
施
設
に
あ
つ
て
は
宿
泊
所
を
除
く
も
の
と
し
、

同
号
カ
に
掲
げ
る
施
設
に
あ
つ
て
は
広
場
、
植
栽

及
び
休
憩
所
に
限
る
も
の
と
す
る
。
）
に
よ
り
構

成
さ
れ
る
施
設
を
い
い
、
同
法
第
六
条
第
一
項
か

ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
基
づ
き
指
定
さ
れ
た
漁

港
の
区
域
内
に
お
い
て
整
備
さ
れ
る
も
の
に
限

る
。
）

２
　
政
令
第
五
十
四
条
の
十
三
の
五
第
五
項
に
規
定
す
る

金
額
の
定
め
の
あ
る
も
の
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

は
、
駐
車
施
設
、
遊
技
施
設
、
飲
食
店
、
喫
茶
店
及
び

物
品
販
売
施
設
と
す
る
。

（
政
令
第
五
十
四
条
の
十
三
の
六
第
一
項
の
事
業
等
）

第
十
六
条
の
五
の
六
　
政
令
第
五
十
四
条
の
十
三
の
六
第

一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
業
は
、
民
間

事
業
者
の
能
力
の
活
用
に
よ
る
特
定
施
設
の
整
備
の
促

進
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
及
び
輸
入
の
促
進
及
び
対
内

投
資
事
業
の
円
滑
化
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
を
廃
止
す

る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
三
十
一
号
）
に
よ
る
廃

止
前
の
輸
入
の
促
進
及
び
対
内
投
資
事
業
の
円
滑
化
に

関
す
る
臨
時
措
置
法
（
平
成
四
年
法
律
第
二
十
二
号
）

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
輸
入
貨
物
（
以
下
こ
の
項

及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
輸
入
貨
物
」
と
い
う
。
）
で

あ
る
食
料
品
の
缶
詰
め
又
は
包
装
、
輸
入
貨
物
で
あ
る

木
材
の
切
削
、
輸
入
貨
物
で
あ
る
鋼
材
の
表
面
処
理
そ

の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
加
工
の
事
業
と
す
る
。

２
　
政
令
第
五
十
四
条
の
十
三
の
六
第
四
項
第
五
号
に
規

定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
施

設
と
す
る
。

一
　
電
気
、
ガ
ス
、
工
業
用
水
道
若
し
く
は
水
道
を
事

業
の
用
に
供
す
る
た
め
の
施
設
又
は
こ
れ
ら
に
附
属

す
る
施
設

二
　
ば
い
煙
若
し
く
は
粉
じ
ん
の
処
理
又
は
騒
音
の
防

止
の
用
に
供
す
る
施
設
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三
　
駐
車
場
、
車
庫
、
食
堂
、
休
憩
所
、
浴
場
、
洗
面

所
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
施
設

３
　
政
令
第
五
十
四
条
の
十
三
の
六
第
五
項
に
規
定
す
る

総
務
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
と
す

る
。

一
　
輸
入
貨
物
を
取
り
扱
う
事
業
の
業
務
を
支
援
す
る

事
業
の
用
に
供
す
る
事
業
場
の
用
に
供
す
る
施
設

二
　
輸
入
の
促
進
に
寄
与
す
る
新
商
品
（
部
品
を
含

む
。
）
の
開
発
又
は
輸
入
貨
物
の
流
通
の
円
滑
化
に

資
す
る
技
術
に
関
す
る
研
究
開
発
の
用
に
供
す
る

施
設

三
　
展
示
施
設
若
し
く
は
見
本
市
場
施
設
又
は
研
修
施

設
若
し
く
は
会
議
場
施
設

四
　
卸
売
業
の
用
に
供
す
る
事
業
場
の
用
に
供
す
る

施
設

五
　
上
屋
そ
の
他
の
荷
さ
ば
き
場
、
倉
庫
又
は
貨
物
の

積
卸
し
の
た
め
の
施
設
（
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
駐
車

場
施
設
及
び
車
庫
を
含
む
。
）

六
　
小
売
業
の
用
に
供
す
る
店
舗
及
び
こ
れ
に
附
属
す

る
施
設
（
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
駐
車
場
施
設
を
含

む
。
）

（
政
令
第
五
十
四
条
の
十
三
の
八
第
一
項
の
施
設
等
）

第
十
六
条
の
五
の
七
　
政
令
第
五
十
四
条
の
十
三
の
八
第

一
項
に
規
定
す
る
宿
泊
施
設
、
集
会
施
設
又
は
ス
ポ
ー

ツ
施
設
の
う
ち
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
施
設
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各

号
に
定
め
る
施
設
の
う
ち
、
会
員
そ
の
他
特
定
の
者
が

専
ら
利
用
す
る
も
の
又
は
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業

務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
若
し
く

は
第
六
項
に
規
定
す
る
営
業
の
用
に
供
す
る
も
の
以
外

の
も
の
と
す
る
。

一
　
宿
泊
施
設
　
第
十
六
条
の
五
の
五
第
一
項
第
一
号

に
規
定
す
る
施
設

二
　
集
会
施
設
　
第
十
六
条
の
五
の
五
第
一
項
第
二
号

に
規
定
す
る
施
設

三
　
ス
ポ
ー
ツ
施
設
　
第
十
六
条
の
五
の
五
第
一
項
第

三
号
に
規
定
す
る
施
設

２
　
政
令
第
五
十
四
条
の
十
三
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る

金
額
の
定
め
の
あ
る
も
の
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

は
、
駐
車
施
設
、
遊
技
施
設
、
飲
食
店
、
喫
茶
店
及
び

物
品
販
売
施
設
と
す
る
。

（
法
第
五
百
八
十
六
条
第
二
項
第
二
号
ロ
の
汚
水
処
理

施
設
等
）

第
十
六
条
の
六
　
法
第
五
百
八
十
六
条
第
二
項
第
二
号
ロ

に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
汚
水
若
し
く
は
廃
液

の
処
理
施
設
又
は
除
害
施
設
は
、
沈

で
ん澱

又
は
浮
上
装

置
、
油
水
分
離
装
置
、
汚
泥
処
理
装
置
、

ろ濾
過
装
置
、

バ
ー
ク
処
理
装
置
、
濃
縮
又
は
燃
焼
装
置
、
蒸
発
洗
浄

又
は
冷
却
装
置
、
中
和
装
置
、
酸
化
又
は
還
元
装
置
、

ぎ
よ
う

凝

集
沈

で
ん澱

装
置
、
脱
有
機
酸
装
置
、
イ
オ
ン
交
換
装

置
、
生
物
化
学
的
処
理
装
置
、
脱
フ
ェ
ノ
ー
ル
装
置
、

脱
ア
ン
モ
ニ
ア
装
置
、
貯

り
ゆ
う

溜

装
置
及
び
輸
送
装
置
並

び
に
こ
れ
ら
に
附
属
す
る
電
動
機
、
ポ
ン
プ
、
配
管
、

計
測
器
そ
の
他
の
附
属
設
備
（
汚
水
、
廃
液
若
し
く
は

下
水
の
有
用
成
分
を
回
収
す
る
こ
と
又
は
汚
水
、
廃
液

若
し
く
は
下
水
を
工
業
用
水
と
し
て
再
利
用
す
る
こ
と

を
専
ら
そ
の
目
的
と
す
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

２
　
法
第
五
百
八
十
六
条
第
二
項
第
二
号
ハ
に
規
定
す
る

総
務
省
令
で
定
め
る
地
下
水
の
水
質
を
浄
化
す
る
た
め

の
施
設
は
、
井
戸
、
冷
却
装
置
、
分
解
装
置
、
生
物
化

学
的
処
理
装
置
、

ろ濾
過
装
置
、
吸
着
装
置
、
ば
つ
き
装

置
、
沈

で
ん澱

又
は
浮
上
装
置
、
イ
オ
ン
交
換
装
置
、
汚
泥

処
理
装
置
、
燃
焼
装
置
、
乾
燥
装
置
、
加
熱
装
置
、
洗

浄
装
置
、
中
和
装
置
、
酸
化
又
は
還
元
装
置
、
輸
送
装

置
、
貯

り
ゆ
う

溜

装
置
、
油
水
分
離
装
置
、
気
液
分
離
器
及

び
電
気
的
処
理
装
置
並
び
に
こ
れ
ら
に
附
属
す
る
フ
ー

ド
、
送
風
機
、
電
動
機
、
ポ
ン
プ
、
配
管
、
計
測
器
そ

の
他
の
附
属
設
備
（
地
下
水
若
し
く
は
土
壌
の
有
用
成

分
を
回
収
す
る
こ
と
又
は
地
下
水
を
工
業
用
水
と
し
て

再
利
用
す
る
こ
と
を
専
ら
そ
の
目
的
と
す
る
も
の
を
除

く
。
）
と
す
る
。

３
　
法
第
五
百
八
十
六
条
第
二
項
第
二
号
ニ
に
規
定
す
る

総
務
省
令
で
定
め
る
ば
い
煙
の
処
理
施
設
は
、
次
の
表

の
上
欄
に
掲
げ
る
ば
い
煙
の
処
理
施
設
の
う
ち
、
そ
れ

ぞ
れ
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
機
械
そ
の
他
の
設
備
（
い
お

う
酸
化
物
又
は
有
害
物
質
の
う
ち
ガ
ス
状
の
も
の
を
処

理
す
る
施
設
に
係
る
い
お
う
酸
化
物
又
は
有
害
物
質
の

う
ち
ガ
ス
状
の
も
の
を
還
元
の
方
法
に
よ
り
処
理
す
る

た
め
の
装
置
並
び
に
こ
れ
に
附
属
す
る
機
械
そ
の
他
の

設
備
で
専
ら
い
お
う
酸
化
物
又
は
有
害
物
質
の
う
ち
ガ

ス
状
の
も
の
の
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
蒸
発
器
、
ポ
ン

プ
及
び
タ
ン
ク
（
還
元
剤
を
供
給
す
る
た
め
の
も
の
に

限
る
。
）
に
あ
つ
て
は
、
昭
和
五
十
二
年
六
月
十
八
日

以
後
に
お
い
て
新
設
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
又
は
大

気
汚
染
防
止
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
九
十
七
号
）

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
ば
い
煙
を
処
理
す
る
た
め

の
煙
突
で
高
さ
が
七
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
と
す

る
。

ば
い
煙
の

処
理
施
設

の
種
類

機
械
そ
の
他
の
設
備

ば
い
じ
ん

又
は
有
害

１
　
ば
い
じ
ん
又
は
有
害
物
質
の
う
ち
粒
子

状
の
も
の
を
重
力
沈
降
、
慣
性
分
離
、
遠
心

物
質
の
う

ち
粒
子
状

の
も
の
を

処
理
す
る

施
設

力
分
離
、

ろ濾
過
、
洗
浄
、
電
気
捕
集
又
は

音
波

ぎ
よ
う

凝

集
の
方
法
に
よ
り
集
じ
ん
又
は
除

じ
ん
す
る
た
め
の
装
置

２
　
１
の
装
置
に
附
属
す
る
次
に
掲
げ
る
機

械
そ
の
他
の
設
備
で
、
専
ら
集
じ
ん
又
は
除

じ
ん
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の

一
　
ガ
ス
導
管
（
煙
突
に
連
な
る
ガ
ス
導
管

を
除
く
。
）

二
　
ガ
ス
冷
却
器

三
　
通
風
機

四
　
空
気
圧
縮
機
（
バ
ッ
グ
フ
ィ
ル
タ
ー
に

付
着
し
た
じ
ん
を
除
く
た
め
の
も
の
に
限

る
。
）

五
　
変
圧
器
及
び
整
流
器
（
電
気
捕
集
の
方

法
に
よ
り
集
じ
ん
す
る
た
め
の
装
置
に
附
属

す
る
も
の
に
限
る
。
）

六
　
ダ
ス
ト
取
出
機

七
　
ダ
ス
ト
運
搬
機

八
　
ダ
ス
ト
貯

り
ゆ
う

溜

器

九
　
水
管
（
ば
い
煙
を
処
理
す
る
た
め
の
水

又
は
蒸
気
を
通
ず
る
た
め
の
も
の
に
限
る
。
）

十
　
水
路
、
ポ
ン
プ
、
池
及
び

そ
う槽

（
洗
浄
廃

液
を
処
理
す
る
た
め
の
も
の
に
限
る
。
）
並

び
に
計
測
器

い
お
う
酸

化
物
又
は

有
害
物
質

の
う
ち
ガ

ス
状
の
も

の
を
処
理

す
る
施
設

１
　
い
お
う
酸
化
物
又
は
有
害
物
質
の
う
ち

ガ
ス
状
の
も
の
を
洗
浄
（
吸
収
を
含
む
。
）
、

中
和
、
吸
着
又
は
還
元
の
方
法
に
よ
り
処
理

す
る
た
め
の
装
置

２
　
１
の
装
置
に
附
属
す
る
次
に
掲
げ
る
機

械
そ
の
他
の
設
備
で
、
専
ら
い
お
う
酸
化
物

又
は
有
害
物
質
の
う
ち
ガ
ス
状
の
も
の
の
処

理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の

一
　
ガ
ス
導
管
（
煙
突
に
連
な
る
ガ
ス
導
管

を
除
く
。
）

二
　
ガ
ス
冷
却
器

三
　
通
風
機

四
　
水
管
（
ば
い
煙
を
処
理
す
る
た
め
の
水

又
は
蒸
気
を
通
ず
る
た
め
の
も
の
に
限
る
。
）

五
　
塔
及
び

そ
う槽

（
洗
浄
液
を
供
給
す
る
た
め

の
も
の
に
限
る
。
）

六
　
洗
浄
液
再
生
装
置

七
　
吸
着
剤
再
生
装
置

八
　
ミ
ス
ト
除
去
装
置
（
こ
れ
に
附
属
す
る

変
圧
器
及
び
整
流
器
を
含
む
。
）

九
　
水
路
、
ポ
ン
プ
、
池
及
び

そ
う槽

（
洗
浄
廃

液
を
処
理
す
る
た
め
の
も
の
に
限
る
。
）
並

び
に
計
測
器

十
　
蒸
発
器
、
ポ
ン
プ
及
び
タ
ン
ク
（
還
元

剤
を
供
給
す
る
た
め
の
も
の
に
限
る
。
）

４
　
法
第
五
百
八
十
六
条
第
二
項
第
二
号
ニ
に
規
定
す
る

総
務
省
令
で
定
め
る
粉
じ
ん
の
処
理
施
設
は
、
集
じ
ん

機
、
フ
ー
ド
、
散
水
装
置
、
無
煙
装
炭
装
置
、
ハ
ー
ド

ル
及
び
フ
ィ
ル
タ
ー
並
び
に
こ
れ
ら
に
附
属
す
る
電
動

機
、
ポ
ン
プ
、
配
管
、
計
測
器
そ
の
他
の
附
属
設
備
と

す
る
。

５
　
法
第
五
百
八
十
六
条
第
二
項
第
二
号
ホ
に
規
定
す
る

総
務
省
令
で
定
め
る
指
定
物
質
の
排
出
又
は
飛
散
の
抑

制
に
資
す
る
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
機
械
そ
の
他
の
設

備
と
す
る
。

一
　
吸
着
、
燃
焼
、
密
閉
、
蒸
留
又
は
液
化
の
方
法
に

よ
り
大
気
汚
染
防
止
法
附
則
第
九
項
に
規
定
す
る
指

定
物
質
（
以
下
本
号
に
お
い
て
「
指
定
物
質
」
と
い

う
。
）
の
排
出
又
は
飛
散
を
抑
制
す
る
機
能
を
有
す

る
装
置
で
次
に
掲
げ
る
も
の

イ
　
活
性
炭
利
用
吸
着
式
処
理
装
置
（
指
定
物
質
を

活
性
炭
に
吸
着
さ
せ
て
処
理
す
る
装
置
を
い
い
、

当
該
装
置
と
一
体
と
な
つ
て
設
置
さ
れ
、
か
つ
、

不
可
分
の
状
態
に
あ
る
洗
浄
設
備
又
は
ド
ラ
イ
ク

リ
ー
ニ
ン
グ
装
置
（
指
定
物
質
を
用
い
て
洗
浄
を

行
う
も
の
に
限
る
。
以
下
本
号
に
お
い
て
「
洗
浄

設
備
等
」
と
い
う
。
）
の
部
分
を
含
む
。
）

ロ
　
直
接
燃
焼
式
処
理
装
置
（
指
定
物
質
を
直
接
燃

焼
す
る
方
法
に
よ
り
分
解
し
て
処
理
す
る
装
置
を

い
う
。
）

ハ
　
触
媒
利
用
燃
焼
式
処
理
装
置
（
指
定
物
質
を
加

熱
し
、
か
つ
、
白
金
等
の
触
媒
を
利
用
す
る
方
法

に
よ
り
当
該
指
定
物
質
を
分
解
し
て
処
理
す
る
装

置
を
い
う
。
）

ニ
　
蓄
熱
体
利
用
燃
焼
式
処
理
装
置
（
蓄
熱
さ
れ
た

砂
、
セ
ラ
ミ
ッ
ク
ス
等
を
用
い
て
指
定
物
質
を
加

熱
す
る
方
法
に
よ
り
当
該
指
定
物
質
を
分
解
し
て

処
理
す
る
装
置
を
い
う
。
）

ホ
　
ベ
ン
ゼ
ン
タ
ン
ク
用
浮
き
屋
根
（
当
該
装
置
と

一
体
と
な
つ
て
設
置
さ
れ
、
か
つ
、
不
可
分
の
状

態
に
あ
る
ベ
ン
ゼ
ン
タ
ン
ク
の
部
分
を
含
む
。
）

ヘ
　
密
閉
装
置
（
指
定
物
質
を
完
全
に
密
閉
す
る
方

法
に
よ
り
当
該
指
定
物
質
の
排
出
又
は
飛
散
を
抑

制
す
る
装
置
を
い
い
、
当
該
装
置
と
一
体
と
な
つ

て
設
置
さ
れ
、
か
つ
、
不
可
分
の
状
態
に
あ
る
洗

浄
設
備
等
の
部
分
を
含
む
。
）

ト
　
蒸
留
式
処
理
装
置
（
指
定
物
質
を
蒸
留
す
る
方

法
に
よ
り
分
離
し
て
処
理
す
る
装
置
を
い
い
、
当

該
装
置
と
一
体
と
な
つ
て
設
置
さ
れ
、
か
つ
、
不
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可
分
の
状
態
に
あ
る
洗
浄
設
備
等
の
部
分
を
含

む
。
）

チ
　
液
化
式
処
理
装
置
（
指
定
物
質
を
液
化
す
る
方

法
に
よ
り
分
離
し
て
処
理
す
る
装
置
を
い
い
、
当

該
装
置
と
一
体
と
な
つ
て
設
置
さ
れ
、
か
つ
、
不

可
分
の
状
態
に
あ
る
洗
浄
設
備
等
の
部
分
を
含

む
。
）

二
　
前
号
に
掲
げ
る
装
置
に
附
属
す
る
次
に
掲
げ
る
機

械
そ
の
他
の
設
備
で
、
専
ら
指
定
物
質
の
排
出
又
は

飛
散
の
抑
制
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の

イ
　
ガ
ス
導
管
（
煙
突
に
連
な
る
ガ
ス
導
管
を
除

く
。
）

ロ
　
冷
却
装
置

ハ
　
送
風
機

ニ
　
熱
交
換
機

ホ
　
加
熱
器

ヘ
　
圧
縮
機

ト
　
凝
縮
器

チ
　
ば
つ
き
装
置

リ
　
中
和
装
置

ヌ
　
計
測
器
及
び
自
動
調
整
装
置

ル
　
変
圧
器
及
び
整
流
器

ヲ
　
電
動
機

ワ
　
ボ
イ
ラ
ー

カ
　
分
離
器

ヨ
　
ポ
ン
プ
、
配
管
及
び
タ
ン
ク

６
　
法
第
五
百
八
十
六
条
第
二
項
第
二
号
ヘ
に
規
定
す
る

総
務
省
令
で
定
め
る
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
は
、
次
に

掲
げ
る
施
設
（
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法

律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
八
条
第

一
項
の
許
可
に
係
る
も
の
（
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃

に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平

成
九
年
政
令
第
二
百
六
十
九
号
。
次
項
に
お
い
て
「
廃

掃
法
改
正
令
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規

定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
同
法
第
九

条
の
八
第
一
項
の
認
定
（
同
条
第
六
項
の
変
更
の
認
定

を
含
む
。
）
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

一
　
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令

（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
三
百
号
）
第
五
条
第
一
項

に
規
定
す
る
ご
み
処
理
施
設
（
焼
却
装
置
、
破
砕
装

置
及
び
圧
縮
装
置
並
び
に
こ
れ
ら
に
附
属
す
る
搬
送

装
置
、
貯

り
ゆ
う

溜

装
置
、
ば
い
煙
処
理
装
置
、
押
込
装

置
、

こ
ん梱

包
成
型
装
置
、
電
動
機
、
ポ
ン
プ
、
配
管
、

計
測
器
そ
の
他
の
附
属
設
備
に
限
る
。
）

二
　
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令

第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
一
般
廃
棄
物
の

終
処

分
場

７
　
法
第
五
百
八
十
六
条
第
二
項
第
二
号
ヘ
に
規
定
す
る

総
務
省
令
で
定
め
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
は
、
次
に

掲
げ
る
施
設
（
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法

律
第
十
五
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
も
の
（
廃
掃
法
改

正
令
附
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も

の
を
除
く
。
）
及
び
同
法
第
十
五
条
の
四
の
二
第
一
項

の
認
定
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
九

条
の
八
第
六
項
の
変
更
の
認
定
を
含
む
。
）
に
係
る
も

の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

一
　
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令

第
七
条
第
一
号
か
ら
第
十
三
号
の
二
ま
で
に
規
定
す

る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
（
脱
水
装
置
、
乾
燥
装

置
、
焼
却
装
置
、
油
水
分
離
装
置
、
中
和
装
置
、
分

解
装
置
、
破
砕
装
置
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
固
型
化
装

置
、

ば
い焙

焼
装
置
、
洗
浄
装
置
及
び
分
離
装
置
並
び
に

こ
れ
ら
に
附
属
す
る
搬
送
装
置
、
貯

り
ゆ
う

溜

装
置
、
汚

水
処
理
装
置
、
ば
い
煙
処
理
装
置
、
押
込
装
置
、
電

動
機
、
ポ
ン
プ
、
配
管
、
計
測
器
そ
の
他
の
附
属
設

備
に
限
る
。
）

二
　
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令

第
七
条
第
十
四
号
に
規
定
す
る
産
業
廃
棄
物
の

終

処
分
場

８
　
法
第
五
百
八
十
六
条
第
二
項
第
二
号
ト
に
規
定
す
る

総
務
省
令
で
定
め
る
特
定
悪
臭
物
質
の
排
出
防
止
設
備

は
、
洗
浄
装
置
、
燃
焼
装
置
、
酸
化
装
置
、

ろ濾
過
装

置
、
吸
着
装
置
、
電
気
捕
集
装
置
、
イ
オ
ン
交
換
装

置
、
中
和
装
置
、
隠

ぺ
い蔽

装
置
及
び
ガ
ス
循
環
装
置
並
び

に
こ
れ
ら
に
附
属
す
る
貯

り
ゆ
う

溜

装
置
、
汚
水
処
理
装
置

、
冷
却
装
置
、
熱
交
換
器
、
通
風
機
、
空
気
圧
縮
機
、

電
動
機
、
ポ
ン
プ
、
配
管
、
計
測
器
そ
の
他
の
附
属
設

備
と
す
る
。

９
　
法
第
五
百
八
十
六
条
第
二
項
第
二
号
チ
に
規
定
す
る

総
務
省
令
で
定
め
る
騒
音
を
防
止
す
る
た
め
の
施
設

は
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
又
は

ブ
ロ
ッ
ク
造
で
、
高
さ
が
二
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
遮

音
塀
と
す
る
。

10
　
法
第
五
百
八
十
六
条
第
二
項
第
二
号
リ
に
規
定
す
る

総
務
省
令
で
定
め
る
汚
水
の
処
理
施
設
は
、
豚
、
牛
又

は
馬
の
ふ
ん
尿
の
処
理
施
設
の
う
ち
、
沈

で
ん澱

又
は
浮
上

装
置
、
汚
泥
処
理
装
置
、

ろ濾
過
装
置
、
濃
縮
又
は
燃
焼

装
置
、
蒸
発
洗
浄
装
置
、
中
和
装
置
、

ぎ
よ
う

凝

集
沈

で
ん澱

装

置
、
生
物
化
学
的
処
理
装
置
、
脱
ア
ン
モ
ニ
ア
装
置
、

貯
り
ゆ
う

溜

装
置
及
び
輸
送
装
置
並
び
に
こ
れ
ら
に
附
属
す

る
電
動
機
、
ポ
ン
プ
、
配
管
、
計
測
器
そ
の
他
の
附
属

設
備
（
汚
水
の
有
用
成
分
を
回
収
す
る
こ
と
を
専
ら
そ

の
目
的
と
す
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

11
　
法
第
五
百
八
十
六
条
第
二
項
第
二
号
ヌ
に
規
定
す
る

総
務
省
令
で
定
め
る
汚
水
又
は
廃
液
の
処
理
施
設
は
、

特
定
水
道
利
水
障
害
の
防
止
の
た
め
の
水
道
水
源
水
域

の
水
質
の
保
全
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
六
年
法

律
第
九
号
）
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
排
出
水
に
係

る
処
理
施
設
の
う
ち
、
沈

で
ん澱

又
は
浮
上
装
置
、

ろ濾
過
装

置
、

ぎ
よ
う

凝

集
沈

で
ん澱

装
置
、
生
物
化
学
的
処
理
装
置
、
貯

り
ゆ
う

溜

装
置
及
び
輸
送
装
置
並
び
に
こ
れ
ら
に
附
属
す
る

電
動
機
、
ポ
ン
プ
、
配
管
、
計
測
器
そ
の
他
の
附
属
設

備
（
汚
水
若
し
く
は
廃
液
の
有
用
成
分
を
回
収
す
る
こ

と
又
は
汚
水
若
し
く
は
廃
液
を
工
業
用
水
と
し
て
再
利

用
す
る
こ
と
を
専
ら
そ
の
目
的
と
す
る
も
の
を
除
く
。
）

と
す
る
。

12
　
法
第
五
百
八
十
六
条
第
二
項
第
二
号
ル
に
規
定
す
る

総
務
省
令
で
定
め
る
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
処
理
施
設

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
処
理
施
設
の
区
分
に
応
じ
、

当
該
各
号
に
定
め
る
機
械
そ
の
他
の
設
備
と
す
る
。

一
　
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一

年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特

定
施
設
（
次
号
に
お
い
て
「
特
定
施
設
」
と
い
う
。
）

か
ら
発
生
す
る
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
（
同
条
第
一
項
に

規
定
す
る
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
を
い
う
。
以
下
本
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
処
理
施
設
　
重
力
沈
降
、
慣
性

分
離
、
遠
心
力
分
離
、

ろ濾
過
、
電
気
捕
集
、
吸
着
、

燃
焼
分
解
、
触
媒
分
解
、
冷
却
そ
の
他
の
方
法
に
よ

り
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
を
処
理
す
る
た
め
の
装
置
及
び

こ
れ
ら
に
附
属
す
る
機
械
そ
の
他
の
設
備
（
専
ら
ダ

イ
オ
キ
シ
ン
類
の
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
ガ
ス
導
管

（
煙
突
に
連
な
る
ガ
ス
導
管
を
除
く
。
）
、
ガ
ス
冷
却

器
、
変
圧
器
、
整
流
器
、
吸
着
剤
再
生
装
置
、
加
熱

器
、
ダ
ス
ト
取
出
機
、
ダ
ス
ト
運
搬
機
、
ダ
ス
ト
貯

り
ゆ
う

溜

器
、
空
気
圧
縮
機
、
通
風
機
、
ミ
ス
ト
除
去
装

置
、
貯
水
タ
ン
ク
、
電
動
機
、
ポ
ン
プ
、
配
管
、
計

測
器
そ
の
他
の
附
属
設
備
に
限
る
。
）

二
　
特
定
施
設
か
ら
排
出
さ
れ
る
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
を

含
む
汚
水
又
は
廃
液
の
処
理
施
設
　
沈

で
ん澱

、
浮
上
、

油
水
分
離
、
汚
泥
処
理
、

ろ濾
過
、
バ
ー
ク
処
理
、
濃

縮
、
燃
焼
、
蒸
発
洗
浄
、
冷
却
、
中
和
、
酸
化
、
還

元
、

ぎ
よ
う

凝

集
沈

で
ん澱

、
脱
有
機
酸
、
イ
オ
ン
交
換
、
生

物
化
学
的
処
理
、
脱
ア
ン
モ
ニ
ア
、
貯

り
ゆ
う

溜

、
輸
送
、

吸
着
、
紫
外
線
照
射
及
び
オ
ゾ
ン
注
入
に
よ
る
分

解
、
逆
浸
透
膜
に
よ
る
除
去
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
を
含
む
汚
水
又
は
廃
液
を
処
理
す

る
た
め
の
装
置
並
び
に
こ
れ
ら
に
附
属
す
る
機
械
そ

の
他
の
設
備
（
専
ら
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
を
含
む
汚
水

又
は
廃
液
の
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
電
動
機
、
ポ
ン

プ
、
配
管
、
計
測
器
そ
の
他
の
附
属
設
備
（
汚
水
若

し
く
は
廃
液
の
有
用
成
分
を
回
収
す
る
こ
と
又
は
汚

水
若
し
く
は
廃
液
を
工
業
用
水
と
し
て
再
利
用
す
る

こ
と
を
専
ら
そ
の
目
的
と
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に

限
る
。
）

13
　
法
第
五
百
八
十
六
条
第
二
項
第
二
号
ヲ
に
規
定
す
る

総
務
省
令
で
定
め
る
土
壌
の
特
定
有
害
物
質
に
よ
る
汚

染
を
除
去
す
る
た
め
の
施
設
は
、
井
戸
、
冷
却
装
置
、

分
解
装
置
、
生
物
化
学
的
処
理
装
置
、

ろ濾
過
装
置
、
吸

着
装
置
、
ば
つ
き
装
置
、
沈

で
ん澱

又
は
浮
上
装
置
、
イ
オ

ン
交
換
装
置
、
汚
泥
処
理
装
置
、
燃
焼
装
置
、
乾
燥
装

置
、
加
熱
装
置
、
洗
浄
装
置
、
中
和
装
置
、
酸
化
又
は

還
元
装
置
、
輸
送
装
置
、
貯

り
ゆ
う

溜

装
置
、
油
水
分
離
装

置
、
気
液
分
離
器
及
び
電
気
的
処
理
装
置
並
び
に
こ
れ

ら
に
附
属
す
る
フ
ー
ド
、
送
風
機
、
電
動
機
、
ポ
ン

プ
、
配
管
、
計
測
器
そ
の
他
の
附
属
設
備
（
地
下
水
若

し
く
は
土
壌
の
有
用
成
分
を
回
収
す
る
こ
と
又
は
地
下

水
を
工
業
用
水
と
し
て
再
利
用
す
る
こ
と
を
専
ら
そ
の

目
的
と
す
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

（
政
令
第
五
十
四
条
の
十
五
の
施
設
）

第
十
六
条
の
七
　
政
令
第
五
十
四
条
の
十
五
に
規
定
す
る

総
務
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
遊
技
施
設
、
食
堂
、
喫

茶
店
、
物
品
販
売
施
設
並
び
に
職
員
の
福
利
及
び
厚
生

の
用
に
供
す
る
施
設
と
す
る
。

（
政
令
第
五
十
四
条
の
十
五
の
二
の
要
件
）

第
十
六
条
の
七
の
二
　
政
令
第
五
十
四
条
の
十
五
の
二
に

規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
に
掲
げ
る

要
件
と
す
る
。

一
　
廃
棄
物
が
飛
散
し
、
流
出
し
、
及
び
地
下
に
浸
透

し
、
並
び
に
悪
臭
が
発
散
す
る
お
そ
れ
の
な
い
構
造

の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
屋
根
及
び
壁
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
政
令
第
五
十
四
条
の
十
六
第
三
号
の
施
設
）

第
十
六
条
の
八
　
政
令
第
五
十
四
条
の
十
六
第
三
号
に
規

定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
駐
車
施
設
、
遊

技
施
設
、
飲
食
店
、
喫
茶
店
及
び
物
品
販
売
施
設
と
す

る
。

（
政
令
第
五
十
四
条
の
十
七
第
一
項
第
一
号
の
法
人
等
）

第
十
六
条
の
九
　
政
令
第
五
十
四
条
の
十
七
第
一
項
第
一

号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
法
人
は
、
農
業
を

営
む
法
人
（
も
つ
ぱ
ら
農
業
以
外
の
事
業
を
営
む
法
人

を
除
く
。
）
と
す
る
。

２
　
政
令
第
五
十
四
条
の
十
七
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す

る
総
務
省
令
で
定
め
る
法
人
は
、
漁
業
経
営
の
改
善
及

び
再
建
整
備
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
一
年

法
律
第
四
十
三
号
）
第
二
条
第
二
項
第
一
号
又
は
第
二

号
に
掲
げ
る
法
人
と
す
る
。

３
　
政
令
第
五
十
四
条
の
十
七
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す

る
総
務
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
農
舎
、
農
産
物
乾
燥

施
設
、
た
い
肥
舎
、
サ
イ
ロ
、
た
い
肥
盤
、
農
産
物
集
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出
荷
施
設
、
農
産
物
処
理
施
設
、
農
産
物
貯
蔵
施
設
、

農
業
生
産
資
材
貯
蔵
施
設
、
農
機
具
保
管
修
理
施
設
、

農
道
、
ふ
卵
育
す
う
施
設
、
き
の
こ
栽
培
施
設
、
家
畜

管
理
舎
及
び
農
業
生
産
に
伴
つ
て
生
ず
る
公
害
の
防
止

の
た
め
に
必
要
な
施
設
と
す
る
。

４
　
政
令
第
五
十
四
条
の
十
七
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す

る
総
務
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
水
産
種
苗
生
産
施

設
、
養
殖
用
作
業
舎
、
水
産
物
処
理
施
設
、
水
産
物
保

蔵
施
設
及
び
水
産
業
経
営
に
伴
つ
て
生
ず
る
公
害
の
防

止
の
た
め
に
必
要
な
施
設
と
す
る
。

（
政
令
第
五
十
四
条
の
十
八
第
一
項
第
七
号
の
割
合
等
）

第
十
六
条
の
十
　
政
令
第
五
十
四
条
の
十
八
第
一
項
第
七

号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
割
合
は
、
同
号
に

規
定
す
る
国
、
地
方
公
共
団
体
、
独
立
行
政
法
人
農
畜

産
業
振
興
機
構
、
農
業
協
同
組
合
、
農
業
協
同
組
合
連

合
会
、
農
事
組
合
法
人
、
森
林
組
合
、
生
産
森
林
組

合
、
森
林
組
合
連
合
会
又
は
水
産
業
協
同
組
合
（
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
「
国
等
」
と
い
う
。
）
の
出
資
に
係

る
法
人
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
法
人
」
と
い

う
。
）
の
議
決
権
の
総
数
に
対
す
る
第
一
号
に
掲
げ
る

数
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
数
を
控
除
し
た
数
の
割
合
と

す
る
。

一
　
国
等
が
保
有
す
る
特
定
法
人
の
議
決
権
の
数

二
　
独
立
行
政
法
人
農
畜
産
業
振
興
機
構
が
保
有
す
る

特
定
法
人
の
議
決
権
の
数
に
独
立
行
政
法
人
農
畜
産

業
振
興
機
構
の
特
定
法
人
に
対
す
る
出
資
金
の
う
ち

に
生
糸
の
輸
入
に
係
る
調
整
等
に
関
す
る
法
律
を
廃

止
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
十
二
号
）
に
よ

る
改
正
前
の
独
立
行
政
法
人
農
畜
産
業
振
興
機
構
法

（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
二
十
六
号
）
第
十
条
第
二

項
又
は
独
立
行
政
法
人
農
畜
産
業
振
興
機
構
法
附
則

第
六
条
第
一
項
の
業
務
に
係
る
出
資
金
の
占
め
る
割

合
を
乗
じ
て
得
た
数

２
　
政
令
第
五
十
四
条
の
十
八
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す

る
総
務
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
と

す
る
。

一
　
農
林
水
産
業
に
関
す
る
教
育
又
は
試
験
研
究
の
た

め
の
施
設

二
　
農
林
水
産
業
経
営
に
伴
つ
て
生
ず
る
公
害
の
防
止

の
た
め
に
必
要
な
施
設

三
　
購
買
施
設
、
託
児
施
設
又
は
共
同
炊
事
施
設

四
　
有
線
電
気
通
信
設
備
を
用
い
て
行
わ
れ
る
放
送
法

（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
六
十
四

条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
ラ
ジ
オ
放
送
の
業
務

又
は
放
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二

十
二
年
法
律
第
六
十
五
号
）
附
則
第
七
条
の
規
定
に

よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
法
附

則
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
有
線
放
送
電
話

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
五
十
二

号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
有
線
放
送
電
話
業

務
の
用
に
供
す
る
施
設

五
　
配
電
又
は
受
電
の
た
め
の
施
設

六
　
養
畜
の
事
業
を
営
む
者
に
譲
渡
し
、
又
は
貸
し
付

け
る
た
め
の
放
牧
施
設
そ
の
他
こ
れ
に
附
帯
す
る

施
設

３
　
政
令
第
五
十
四
条
の
十
八
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す

る
総
務
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
独
立
行
政
法
人
農
畜

産
業
振
興
機
構
の
出
資
（
独
立
行
政
法
人
農
畜
産
業
振

興
機
構
法
第
十
条
第
二
号
の
業
務
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
に
係
る
畜
産
物
の
生
産
、
保
管
、
加
工
若
し
く

は
流
通
の
用
に
供
す
る
施
設
又
は
畜
産
業
経
営
に
伴
つ

て
生
ず
る
公
害
の
防
止
の
た
め
に
必
要
な
施
設
と
す

る
。

第
十
六
条
の
十
一
　
削
除

（
政
令
第
五
十
四
条
の
二
十
の
施
設
）

第
十
六
条
の
十
二
　
政
令
第
五
十
四
条
の
二
十
第
一
号
に

規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
倉
庫
、
冷
蔵

庫
、
処
理
加
工
施
設
、
配
達
セ
ン
タ
ー
及
び
計
算
セ
ン

タ
ー
と
す
る
。

２
　
政
令
第
五
十
四
条
の
二
十
第
二
号
に
規
定
す
る
総
務

省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
卸
売
業
者
が
生
鮮
食
料
品
等

を
保
管
す
る
施
設
の
う
ち
卸
売
市
場
法
施
行
規
則
（
昭

和
四
十
六
年
農
林
省
令
第
五
十
二
号
）
第
七
条
第
五
項

の
規
定
に
よ
り
事
業
報
告
書
に
お
い
て
開
設
者
に
報
告

さ
れ
た
施
設
と
す
る
。

３
　
政
令
第
五
十
四
条
の
二
十
第
三
号
に
規
定
す
る
総
務

省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
生
鮮
食
料
品
等
の
小
売
業
の

近
代
化
の
た
め
に
、
国
の
補
助
を
受
け
て
設
置
さ
れ
る

共
同
仕
入
配
送
施
設
又
は
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公

庫
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
七
号
）
附
則
第
十
五

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
解
散
前
の
国
民
生
活
金
融
公

庫
か
ら
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
て
設
置
さ
れ
る
共
同
工

場
、
共
同
店
舗
若
し
く
は
共
同
施
設
（
従
業
員
の
宿
舎

及
び
給
食
施
設
を
除
く
。
）
と
す
る
。

（
政
令
第
五
十
四
条
の
二
十
四
第
三
項
の
倉
庫
業
を
営

む
者
等
）

第
十
六
条
の
十
三
　
政
令
第
五
十
四
条
の
二
十
四
第
三
項

に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
倉
庫
業
を
営
む
者

は
、
倉
庫
業
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
二
十
一

号
）
第
七
条
第
一
項
の
倉
庫
業
者
（
倉
庫
業
法
施
行
規

則
（
昭
和
三
十
一
年
運
輸
省
令
第
五
十
九
号
）
第
三
条

の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
水
面
倉
庫
の
み
を
設
置
す
る

者
を
除
く
。
）
と
す
る
。

２
　
政
令
第
五
十
四
条
の
二
十
四
第
三
項
に
規
定
す
る
総

務
省
令
で
定
め
る
規
模
、
構
造
そ
の
他
の
要
件
は
、
次

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
容
積
、
床
面
積
又
は
野
積
面
積
を
有

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
容
器
に
入
つ
て
い
な
い
粉
状
又
は
粒
状
の
物
品

そ
の
他
の
ば
ら
の
物
品
を
保
管
す
る
倉
庫
（
第
四

号
に
お
い
て
「
貯
蔵
槽
倉
庫
」
と
い
う
。
）
の
容

積
　
三
千
五
百
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上

ロ
　
倉
庫
業
法
施
行
規
則
別
表
に
掲
げ
る
第
八
類
物

品
を
保
管
す
る
倉
庫
（
第
五
号
に
お
い
て
「
冷
蔵

倉
庫
」
と
い
う
。
）
の
容
積
　
千
六
百
立
方
メ
ー

ト
ル
以
上

ハ
　
倉
庫
業
法
施
行
規
則
別
表
に
掲
げ
る
第
七
類
物

品
を
保
管
す
る
倉
庫
（
第
三
号
及
び
第
六
号
に
お

い
て
「
危
険
物
品
倉
庫
」
と
い
う
。
）
の
床
面
積

　
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上

ニ
　
イ
、
ロ
又
は
ハ
に
掲
げ
る
倉
庫
以
外
の
倉
庫
の

床
面
積
　
八
百
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
（
当
該
倉
庫

の
階
数
が
二
以
上
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
千
六
百

平
方
メ
ー
ト
ル
）
以
上

ホ
　
倉
庫
業
法
施
行
規
則
別
表
に
掲
げ
る
第
七
類
物

品
を
保
管
す
る
タ
ン
ク
（
第
六
号
に
お
い
て
「
危

険
物
品
タ
ン
ク
」
と
い
う
。
）
の
容
積
　
四
百
立

方
メ
ー
ト
ル
以
上

ヘ
　
倉
庫
業
法
施
行
規
則
別
表
に
掲
げ
る
第
四
類
物

品
又
は
第
五
類
物
品
を
保
管
す
る
野
積
場
の
野
積

面
積
　
八
百
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上

二
　
倉
庫
業
法
第
六
条
第
一
項
第
四
号
の
基
準
に
適
合

し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
法
附
則
第
十
五
条

第
一
項
に
規
定
す
る
倉
庫
業
を
営
む
者
に
よ
つ
て
専

ら
他
人
の
物
品
の
保
管
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
も
の

で
あ
る
こ
と
。

三
　
危
険
物
品
倉
庫
以
外
の
倉
庫
に
あ
つ
て
は
、
主
要

構
造
部
が
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
、
鉄
筋
コ
ン

ク
リ
ー
ト
造
又
は
鉄
骨
造
（
骨
格
材
の
肉
厚
が
三
ミ

リ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
る
こ
と
。

四
　
貯
蔵
槽
倉
庫
に
あ
つ
て
は
、
穀
物
の
貯
蔵
用
の
倉

庫
と
し
て
の
構
造
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五
　
冷
蔵
倉
庫
に
あ
つ
て
は
、
強
制
送
風
式
冷
蔵
装
置

が
設
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

六
　
危
険
物
品
倉
庫
及
び
危
険
物
品
タ
ン
ク
に
あ
つ
て

は
、
自
動
火
災
報
知
設
備
及
び
固
定
式
消
火
設
備
が

設
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
政
令
第
五
十
四
条
の
二
十
七
第
二
項
の
施
設
）

第
十
六
条
の
十
三
の
二
　
政
令
第
五
十
四
条
の
二
十
七
第

二
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
公
益
的
施
設
そ

の
他
の
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
と
す
る
。

一
　
新
住
宅
市
街
地
開
発
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第

百
三
十
四
号
）
第
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
建
築
さ

れ
る
建
築
物

二
　
前
号
の
建
築
物
以
外
の
施
設
で
、
そ
の
施
設
の
用

に
供
す
る
土
地
の
譲
渡
契
約
に
お
い
て
、
当
該
施
設

を
整
備
す
べ
き
期
間
（
五
年
以
内
の
も
の
に
限
る
。
）

及
び
当
該
期
間
内
に
当
該
施
設
が
整
備
さ
れ
な
か
つ

た
場
合
に
新
住
宅
市
街
地
開
発
法
第
二
条
第
三
項
の

施
行
者
が
当
該
土
地
を
買
い
戻
す
こ
と
が
で
き
る
旨

の
定
め
が
あ
る
も
の

（
政
令
第
五
十
四
条
の
二
十
七
の
二
第
二
項
の
施
設
）

第
十
六
条
の
十
三
の
三
　
政
令
第
五
十
四
条
の
二
十
七
の

二
第
二
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、

そ
の
施
設
の
用
に
供
す
る
土
地
の
譲
渡
契
約
に
お
い

て
、
当
該
施
設
を
整
備
す
べ
き
期
間
（
五
年
以
内
の
も

の
に
限
る
。
）
及
び
当
該
期
間
内
に
当
該
施
設
が
整
備

さ
れ
な
か
つ
た
場
合
に
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構

が
当
該
土
地
の
譲
渡
契
約
を
解
除
し
、
又
は
当
該
土
地

を
買
い
戻
す
こ
と
が
で
き
る
旨
の
定
め
が
あ
る
も
の
の

う
ち
、
購
買
施
設
、
教
育
文
化
施
設
、
ス
ポ
ー
ツ
用
施

設
、
事
務
所
、
工
場
、
研
究
施
設
及
び
研
修
施
設
と
す

る
。

（
政
令
第
五
十
四
条
の
二
十
七
の
三
第
二
項
の
施
設
）

第
十
六
条
の
十
三
の
四
　
政
令
第
五
十
四
条
の
二
十
七
の

三
第
二
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、

そ
の
施
設
の
用
に
供
す
る
土
地
の
譲
渡
契
約
に
お
い

て
、
当
該
施
設
を
整
備
す
べ
き
期
間
（
五
年
以
内
の
も

の
に
限
る
。
）
及
び
当
該
期
間
内
に
当
該
施
設
が
整
備

さ
れ
な
か
つ
た
場
合
に
法
第
五
百
八
十
六
条
第
二
項
第

二
十
一
号
の
三
に
定
め
る
一
体
型
土
地
区
画
整
理
事
業

の
施
行
者
が
当
該
土
地
の
譲
渡
契
約
を
解
除
し
、
又
は

当
該
土
地
を
買
い
戻
す
こ
と
が
で
き
る
旨
の
定
め
が
あ

る
も
の
の
う
ち
、
購
買
施
設
、
教
育
文
化
施
設
及
び
ス

ポ
ー
ツ
用
施
設
と
す
る
。

（
政
令
第
五
十
四
条
の
三
十
二
第
二
項
第
三
号
の
土
地

等
）

第
十
六
条
の
十
四
　
政
令
第
五
十
四
条
の
三
十
二
第
二
項

第
三
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
土
地
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

定
め
る
土
地
と
す
る
。

一
　
当
該
土
地
の
価
額
（
政
令
第
五
十
四
条
の
三
十
三

各
号
に
掲
げ
る
土
地
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

定
め
る
金
額
と
す
る
。
以
下
本
条
、
第
十
六
条
の
十

七
及
び
第
十
六
条
の
二
十
二
第
四
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
が
当
該
土
地
に
係
る
政
令
第
五
十
四
条
の
三

十
二
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
被
収
用
不
動
産
等

に
係
る
補
償
金
、
対
価
若
し
く
は
移
転
補
償
金
の

額
、
従
前
の
宅
地
等
の
価
額
の
合
計
額
又
は
従
前
の

不
動
産
に
係
る
補
償
金
若
し
く
は
清
算
金
の
額
（
以

下
本
項
及
び
第
十
六
条
の
十
七
第
一
項
第
二
号
に
お
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い
て
「
従
前
の
不
動
産
等
の
補
償
金
等
の
額
」
と
い

う
。
）
を
超
え
る
場
合
　
当
該
土
地
の
面
積
に
当
該

土
地
の
価
額
に
対
す
る
当
該
従
前
の
不
動
産
等
の
補

償
金
等
の
額
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
面
積
に
相
当
す

る
土
地

二
　
当
該
土
地
の
価
額
が
当
該
土
地
に
係
る
従
前
の
不

動
産
等
の
補
償
金
等
の
額
以
下
で
あ
る
場
合
　
当
該

土
地

２
　
政
令
第
五
十
四
条
の
三
十
二
第
二
項
第
四
号
に
規
定

す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
土
地
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
土
地
と

す
る
。

一
　
当
該
土
地
の
価
額
が
当
該
土
地
に
係
る
政
令
第
五

十
四
条
の
三
十
二
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
被
収

用
不
動
産
等
に
係
る
補
償
金
、
対
価
又
は
移
転
補
償

金
の
額
（
以
下
本
項
に
お
い
て
「
被
収
用
不
動
産
等

の
補
償
金
等
の
額
」
と
い
う
。
）
を
超
え
る
場
合
　

当
該
土
地
の
面
積
に
当
該
土
地
の
価
額
に
対
す
る
当

該
被
収
用
不
動
産
等
の
補
償
金
等
の
額
の
割
合
を
乗

じ
て
得
た
面
積
に
相
当
す
る
土
地

二
　
当
該
土
地
の
価
額
が
当
該
土
地
に
係
る
被
収
用
不

動
産
等
の
補
償
金
等
の
額
以
下
で
あ
る
場
合
　
当
該

土
地

３
　
政
令
第
五
十
四
条
の
三
十
二
第
二
項
第
六
号
に
規
定

す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
土
地
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
土
地
と

す
る
。

一
　
当
該
土
地
の
価
額
が
政
令
第
五
十
四
条
の
三
十
二

第
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る
譲
渡
不
動
産
に
係
る
対

価
の
額
（
以
下
本
項
及
び
第
十
六
条
の
十
七
第
二
項

第
二
号
に
お
い
て
「
譲
渡
不
動
産
の
対
価
の
額
」
と

い
う
。
）
を
超
え
る
場
合
　
当
該
土
地
の
面
積
に
当

該
土
地
の
価
額
に
対
す
る
当
該
譲
渡
不
動
産
の
対
価

の
額
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
面
積
に
相
当
す
る
土
地

二
　
当
該
土
地
の
価
額
が
当
該
土
地
に
係
る
譲
渡
不
動

産
の
対
価
の
額
以
下
で
あ
る
場
合
　
当
該
土
地

４
　
政
令
第
五
十
四
条
の
三
十
二
第
二
項
第
七
号
に
規
定

す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
土
地
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
土
地
と

す
る
。

一
　
当
該
土
地
の
価
額
が
当
該
土
地
に
係
る
政
令
第
五

十
四
条
の
三
十
二
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
交
換

分
合
前
の
土
地
の
価
額
（
以
下
本
項
及
び
第
十
六
条

の
十
七
第
三
項
第
二
号
に
お
い
て
「
交
換
分
合
前
の

土
地
の
価
額
」
と
い
う
。
）
を
超
え
る
場
合
　
当
該

土
地
の
面
積
に
当
該
土
地
の
価
額
に
対
す
る
当
該
交

換
分
合
前
の
土
地
の
価
額
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
面

積
に
相
当
す
る
土
地

二
　
当
該
土
地
の
価
額
が
当
該
土
地
に
係
る
交
換
分
合

前
の
土
地
の
価
額
以
下
で
あ
る
場
合
　
当
該
土
地

（
政
令
第
五
十
四
条
の
三
十
二
第
三
項
の
土
地
）

第
十
六
条
の
十
四
の
二
　
政
令
第
五
十
四
条
の
三
十
二
第

三
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
土
地
は
、
同
項

第
二
号
の

近
の
取
得
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
土
地
と
す
る
。

一
　
政
令
第
五
十
四
条
の
三
十
二
第
二
項
第
一
号
に
規

定
す
る
土
地
の
取
得
　
同
号
に
掲
げ
る
土
地

二
　
政
令
第
五
十
四
条
の
三
十
二
第
二
項
第
三
号
に
規

定
す
る
土
地
の
取
得
　
同
号
に
掲
げ
る
土
地
の
う

ち
、
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
土
地

三
　
政
令
第
五
十
四
条
の
三
十
二
第
二
項
第
四
号
に
規

定
す
る
土
地
の
取
得
　
同
号
に
掲
げ
る
土
地
の
う

ち
、
前
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
土
地

四
　
政
令
第
五
十
四
条
の
三
十
二
第
二
項
第
六
号
に
規

定
す
る
土
地
の
取
得
　
同
号
に
掲
げ
る
土
地
の
う

ち
、
前
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
土
地

五
　
政
令
第
五
十
四
条
の
三
十
二
第
二
項
第
七
号
に
規

定
す
る
土
地
の
取
得
　
同
号
に
掲
げ
る
土
地
の
う

ち
、
前
条
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
土
地

（
政
令
第
五
十
四
条
の
三
十
二
第
四
項
第
一
号
の
土
地

の
取
得
等
）

第
十
六
条
の
十
五
　
政
令
第
五
十
四
条
の
三
十
二
第
四
項

第
一
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
土
地
の
取
得

は
、
第
十
六
条
の
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
土
地
の
取

得
と
す
る
。

２
　
政
令
第
五
十
四
条
の
三
十
二
第
四
項
第
三
号
に
規
定

す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
土
地
の
取
得
は
、
第
十
六
条

の
十
四
第
三
項
に
規
定
す
る
土
地
の
取
得
と
す
る
。

３
　
政
令
第
五
十
四
条
の
三
十
二
第
四
項
第
四
号
に
規
定

す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
土
地
の
取
得
は
、
第
十
六
条

の
十
四
第
四
項
に
規
定
す
る
土
地
の
取
得
と
す
る
。

（
政
令
第
五
十
四
条
の
三
十
四
第
一
項
第
九
号
の
地
役

権
）

第
十
六
条
の
十
六
　
政
令
第
五
十
四
条
の
三
十
四
第
一
項

第
九
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
地
役
権
は
、

特
別
高
圧
架
空
電
線
の
架
設
又
は
特
別
高
圧
地
中
電
線

の
敷
設
の
た
め
に
設
定
さ
れ
た
地
役
権
そ
の
他
建
造
物

の
設
置
を
制
限
す
る
地
役
権
と
す
る
。

（
政
令
第
五
十
四
条
の
三
十
四
第
二
項
第
七
号
の
価
額

等
）

第
十
六
条
の
十
七
　
政
令
第
五
十
四
条
の
三
十
四
第
二
項

第
七
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
価
額
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

定
め
る
価
額
と
す
る
。

一
　
第
十
六
条
の
十
四
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場

合
　
当
該
土
地
に
係
る
政
令
第
五
十
四
条
の
三
十
四

第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
従
前
の
不
動
産
等
（
次

号
に
お
い
て
「
従
前
の
不
動
産
等
」
と
い
う
。
）
の

取
得
価
額

二
　
第
十
六
条
の
十
四
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場

合
　
当
該
土
地
に
係
る
従
前
の
不
動
産
等
の
取
得
価

額
に
当
該
土
地
に
係
る
従
前
の
不
動
産
等
の
補
償
金

等
の
額
に
対
す
る
当
該
土
地
の
価
額
の
割
合
を
乗
じ

て
得
た
額

２
　
政
令
第
五
十
四
条
の
三
十
四
第
二
項
第
八
号
に
規
定

す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
価
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
価
額
と

す
る
。

一
　
第
十
六
条
の
十
四
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場

合
　
当
該
土
地
に
係
る
政
令
第
五
十
四
条
の
三
十
四

第
二
項
第
八
号
に
規
定
す
る
譲
渡
不
動
産
（
次
号
に

お
い
て
「
譲
渡
不
動
産
」
と
い
う
。
）
の
取
得
価
額

二
　
第
十
六
条
の
十
四
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場

合
　
当
該
土
地
に
係
る
譲
渡
不
動
産
の
取
得
価
額
に

当
該
土
地
に
係
る
譲
渡
不
動
産
の
対
価
の
額
に
対
す

る
当
該
土
地
の
価
額
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額

３
　
政
令
第
五
十
四
条
の
三
十
四
第
二
項
第
九
号
に
規
定

す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
価
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
価
額
と

す
る
。

一
　
第
十
六
条
の
十
四
第
四
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場

合
　
当
該
土
地
に
係
る
政
令
第
五
十
四
条
の
三
十
四

第
二
項
第
九
号
に
規
定
す
る
交
換
分
合
前
の
土
地

（
次
号
に
お
い
て
「
交
換
分
合
前
の
土
地
」
と
い
う

。
）
の
取
得
価
額

二
　
第
十
六
条
の
十
四
第
四
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場

合
　
当
該
土
地
に
係
る
交
換
分
合
前
の
土
地
の
取
得

価
額
に
当
該
土
地
に
係
る
交
換
分
合
前
の
土
地
の
価

額
に
対
す
る
当
該
土
地
の
価
額
の
割
合
を
乗
じ
て
得

た
額

（
特
別
土
地
保
有
税
の
申
告
書
の
記
載
事
項
）

第
十
六
条
の
十
八
　
法
第
五
百
九
十
九
条
第
一
項
に
規
定

す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

と
す
る
。

一
　
納
税
義
務
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
又
は
所
在

地
及
び
個
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個

人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法

律
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
を
い
う
。

第
十
六
条
の
二
十
五
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又

は
法
人
番
号
（
同
法
第
二
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る

法
人
番
号
を
い
う
。
同
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
個
人

番
号
又
は
法
人
番
号
を
有
し
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地
。
同
号
に
お

い
て
同
じ
。
）

二
　
土
地
を
譲
渡
し
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

又
は
所
在
地

三
　
土
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
面
積

四
　
土
地
の
取
得
が
さ
れ
た
年
月
日

五
　
土
地
の
取
得
の
原
因
及
び
目
的

六
　
土
地
の
取
得
価
額
及
び
当
該
土
地
に
係
る
固
定
資

産
税
又
は
不
動
産
取
得
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き

価
格

七
　
特
別
土
地
保
有
税
の
課
税
標
準
額
及
び
税
額

八
　
法
第
六
百
一
条
第
三
項
（
法
第
六
百
二
条
第
二
項

及
び
第
六
百
三
条
の
二
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
四
項
（
法
第
六

百
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

、
第
六
百
三
条
第
三
項
又
は
第
六
百
三
条
の
二
第
五

項
の
規
定
に
よ
る
徴
収
の
猶
予
に
係
る
税
額
が
あ
る

場
合
に
は
、
当
該
徴
収
猶
予
に
係
る
税
額

九
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

（
特
別
土
地
保
有
税
の
修
正
申
告
書
の
記
載
事
項
）

第
十
六
条
の
十
九
　
法
第
六
百
条
第
二
項
に
規
定
す
る
総

務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
前
条
第
一
号
か
ら
第
六
号

ま
で
及
び
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
次
に
掲
げ
る

事
項
と
す
る
。

一
　
土
地
又
は
そ
の
取
得
に
係
る
す
で
に
納
付
の
確
定

し
た
特
別
土
地
保
有
税
額

二
　
特
別
土
地
保
有
税
の
課
税
標
準
額
及
び
税
額

三
　
前
号
の
特
別
土
地
保
有
税
額
に
相
当
す
る
金
額
か

ら
第
一
号
の
特
別
土
地
保
有
税
額
に
相
当
す
る
金
額

を
控
除
し
た
金
額

四
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

（
政
令
第
五
十
四
条
の
四
十
二
第
一
項
の
申
請
書
等
の

提
出
）

第
十
六
条
の
二
十
　
政
令
第
五
十
四
条
の
四
十
二
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
申
請
書
及
び
事
業
計
画
書
の
提
出
は
、

法
第
六
百
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
非
課
税
土
地
（
第

四
項
に
お
い
て
「
非
課
税
土
地
」
と
い
う
。
）
と
し
て

使
用
し
、
又
は
使
用
さ
せ
よ
う
と
し
た
日
の
属
す
る
月

の
翌
々
月
の
末
日
ま
で
に
、
当
該
申
請
書
に
記
載
し
た

事
項
に
つ
い
て
の
事
実
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
政
令
第
五
十
四
条
の
四
十
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

申
請
書
の
提
出
は
、
当
該
申
請
書
に
記
載
し
た
事
項
に
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つ
い
て
の
事
実
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

３
　
政
令
第
五
十
四
条
の
四
十
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
る

申
請
書
の
提
出
は
、
当
該
申
請
書
に
記
載
し
た
事
項
に

つ
い
て
の
事
実
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

４
　
政
令
第
五
十
四
条
の
四
十
二
第
八
項
の
規
定
に
よ
る

申
請
書
の
提
出
は
、
非
課
税
土
地
と
し
て
使
用
を
開
始

し
た
日
以
後
遅
滞
な
く
、
当
該
申
請
書
に
記
載
し
た
事

項
に
つ
い
て
の
事
実
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
政
令
第
五
十
四
条
の
四
十
三
第
一
項
の
申
請
書
の
提

出
）

第
十
六
条
の
二
十
一
　
政
令
第
五
十
四
条
の
四
十
三
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
は
、
当
該
申
請
書
に

記
載
し
た
事
項
に
つ
い
て
の
事
実
を
証
す
る
書
類
を
添

付
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
政
令
第
五
十
四
条
の
四
十
五
第
一
項
の
土
地
等
）

第
十
六
条
の
二
十
二
　
政
令
第
五
十
四
条
の
四
十
五
第
一

項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
土
地
は
、
次
に
掲

げ
る
土
地
と
す
る
。

一
　
民
間
都
市
開
発
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法

（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
六
十
二
号
）
附
則
第
十
四

条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
貸
付
け
を
受
け
た

者
（
地
方
公
共
団
体
（
そ
の
出
資
さ
れ
、
又
は
拠
出

さ
れ
た
金
額
の
全
部
が
地
方
公
共
団
体
に
よ
り
出
資

さ
れ
、
又
は
拠
出
さ
れ
て
い
る
法
人
を
含
む
。
）
の

出
資
又
は
拠
出
に
係
る
法
人
に
限
る
。
）
が
当
該
貸

付
け
に
係
る
事
業
（
同
法
第
二
条
第
二
項
第
二
号
に

掲
げ
る
民
間
都
市
開
発
事
業
に
限
る
。
）
の
用
に
供

す
る
た
め
に
取
得
し
た
土
地
の
う
ち
、
当
該
事
業
に

係
る
都
市
計
画
法
第
五
十
九
条
第
四
項
の
認
可
に
付

さ
れ
た
同
法
第
七
十
九
条
の
条
件
に
お
い
て
国
又
は

地
方
公
共
団
体
（
港
湾
法
の
規
定
に
よ
る
港
務
局
を

含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
第
四
項
第
二
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
に
無
償
で
譲
渡
す
る
こ
と
と
さ
れ
た

土
地

二
　
民
間
都
市
開
発
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
附

則
第
十
四
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
貸
付
け

を
受
け
た
者
が
当
該
貸
付
け
に
係
る
事
業
の
用
に
供

す
る
た
め
に
取
得
し
た
土
地
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る

事
業
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
当
該
事

業
に
係
る
承
認
若
し
く
は
許
可
の
条
件
又
は
当
該
事

業
に
係
る
届
出
時
に
当
該
貸
付
け
を
受
け
た
者
か
ら

提
出
さ
れ
た
確
認
書
（
総
務
大
臣
が
定
め
る
も
の
に

限
る
。
）
に
お
い
て
国
又
は
地
方
公
共
団
体
に
無
償

で
譲
渡
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
土
地

イ
　
下
水
道
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
九

号
）
に
よ
る
公
共
下
水
道
、
流
域
下
水
道
又
は
都

市
下
水
路
の
設
置
又
は
改
築
　
同
法
第
十
六
条
又

は
第
二
十
五
条
の
三
十
若
し
く
は
第
三
十
一
条
に

よ
り
準
用
さ
れ
る
第
十
六
条
の
承
認

ロ
　
河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七

号
）
に
よ
る
河
川
（
同
法
が
準
用
さ
れ
る
河
川
を

含
む
。
）
の
河
川
工
事
　
同
法
第
二
十
条
の
承
認

ハ
　
砂
防
法
（
明
治
三
十
年
法
律
第
二
十
九
号
）
に

よ
る
砂
防
工
事
　
同
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
制

限
に
係
る
許
可

ニ
　
地
す
べ
り
等
防
止
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第

三
十
号
）
に
よ
る
地
す
べ
り
防
止
工
事
　
同
法
第

十
一
条
第
一
項
の
承
認

三
　
港
湾
法
附
則
第
十
五
項
又
は
漁
港
及
び
漁
場
の
整

備
等
に
関
す
る
法
律
附
則
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る

貸
付
け
を
受
け
た
者
が
当
該
貸
付
け
に
係
る
事
業
の

用
に
供
す
る
た
め
に
取
得
し
た
土
地
の
う
ち
、
当
該

事
業
に
係
る
公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第

五
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項
の
免
許
に
付
さ
れ
た
条

件
に
お
い
て
国
又
は
地
方
公
共
団
体
に
無
償
で
譲
渡

す
る
こ
と
と
さ
れ
た
土
地

２
　
政
令
第
五
十
四
条
の
四
十
五
第
四
項
第
三
号
ハ
に
規

定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と

す
る
。

一
　
年
金
福
祉
事
業
団
の
解
散
及
び
業
務
の
承
継
等
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
二
十
号
）
第
十

二
条
第
二
項
第
一
号
の
貸
付
け
を
受
け
た
者
で
厚
生

年
金
保
険
又
は
国
民
年
金
の
被
保
険
者
に
対
し
そ
の

持
家
と
し
て
の
住
宅
及
び
当
該
住
宅
の
敷
地
の
用
に

供
さ
れ
て
い
る
土
地
の
譲
渡
を
す
る
も
の

二
　
地
方
公
務
員
共
済
組
合

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
者
に
類
す
る
も
の

３
　
政
令
第
五
十
四
条
の
四
十
五
第
五
項
第
二
号
に
規
定

す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
宅
地
の
譲
渡
は
、
次
に
掲
げ

る
宅
地
の
譲
渡
と
す
る
。

一
　
年
金
福
祉
事
業
団
の
解
散
及
び
業
務
の
承
継
等
に

関
す
る
法
律
第
十
二
条
第
二
項
第
一
号
の
貸
付
け
を

受
け
た
者
が
厚
生
年
金
保
険
又
は
国
民
年
金
の
被
保

険
者
の
う
ち
か
ら
公
正
な
方
法
に
よ
り
決
定
し
た
者

に
対
し
て
行
う
当
該
貸
付
け
に
係
る
宅
地
の
譲
渡

二
　
地
方
公
務
員
共
済
組
合
が
そ
の
組
合
員
の
う
ち
か

ら
公
正
な
方
法
に
よ
り
決
定
し
た
者
に
対
し
て
行
う

そ
の
造
成
し
た
宅
地
の
譲
渡

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
宅
地
の
譲
渡
に
類
す
る
も
の

４
　
政
令
第
五
十
四
条
の
四
十
五
第
七
項
に
規
定
す
る
総

務
省
令
で
定
め
る
土
地
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合

の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
土
地
と
す
る
。

一
　
当
該
土
地
の
価
額
が
当
該
土
地
に
係
る
政
令
第
五

十
四
条
の
四
十
五
第
七
項
に
規
定
す
る
被
収
用
不
動

産
等
又
は
被
買
収
不
動
産
等
に
係
る
補
償
金
、
対
価

又
は
移
転
補
償
金
の
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
被
収
用
不
動
産
等
又
は
被
買
収
不
動
産
等
の
補
償

金
等
の
額
」
と
い
う
。
）
を
超
え
る
場
合
　
当
該
土

地
の
面
積
に
当
該
土
地
の
価
額
に
対
す
る
当
該
被
収

用
不
動
産
等
又
は
被
買
収
不
動
産
等
の
補
償
金
等
の

額
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
面
積
に
相
当
す
る
土
地

二
　
当
該
土
地
の
価
額
が
当
該
土
地
に
係
る
被
収
用
不

動
産
等
又
は
被
買
収
不
動
産
等
の
補
償
金
等
の
額
以

下
で
あ
る
場
合
　
当
該
土
地

（
政
令
第
五
十
四
条
の
四
十
五
第
八
項
に
お
い
て
準
用

す
る
政
令
第
五
十
四
条
の
四
十
二
第
一
項
の
申
請
書
等

の
提
出
）

第
十
六
条
の
二
十
二
の
二
　
政
令
第
五
十
四
条
の
四
十
五

第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
政
令
第
五
十
四
条
の
四
十

二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
及
び
事
業
計
画
書
の

提
出
は
、
法
第
六
百
二
条
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
土

地
の
譲
渡
（
第
四
項
に
お
い
て
「
土
地
の
譲
渡
」
と
い

う
。
）
を
し
よ
う
と
し
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
々
月
の

末
日
ま
で
に
、
当
該
申
請
書
に
記
載
し
た
事
項
に
つ
い

て
の
事
実
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２
　
政
令
第
五
十
四
条
の
四
十
五
第
八
項
に
お
い
て
準
用

す
る
政
令
第
五
十
四
条
の
四
十
二
第
三
項
の
規
定
に
よ

る
申
請
書
の
提
出
は
、
当
該
申
請
書
に
記
載
し
た
事
項

に
つ
い
て
の
事
実
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
政
令
第
五
十
四
条
の
四
十
五
第
八
項
に
お
い
て
準
用

す
る
政
令
第
五
十
四
条
の
四
十
二
第
六
項
の
規
定
に
よ

る
申
請
書
の
提
出
は
、
当
該
申
請
書
に
記
載
し
た
事
項

に
つ
い
て
の
事
実
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
政
令
第
五
十
四
条
の
四
十
五
第
八
項
に
お
い
て
準
用

す
る
政
令
第
五
十
四
条
の
四
十
二
第
八
項
の
規
定
に
よ

る
申
請
書
の
提
出
は
、
土
地
の
譲
渡
を
し
た
日
以
後
遅

滞
な
く
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
土
地
の
譲
渡
の
区
分
に

応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
そ
の
他
の
当
該
申
請
書

に
記
載
し
た
事
項
に
つ
い
て
の
事
実
を
証
す
る
書
類
を

添
付
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
法
第
六
百
二
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
土
地

の
譲
渡
　
当
該
土
地
の
買
取
り
を
す
る
者
の
当
該
土

地
を
買
い
取
つ
た
旨
を
証
す
る
書
類

二
　
法
第
六
百
二
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
土
地

の
譲
渡
　
当
該
土
地
を
譲
り
受
け
た
国
又
は
地
方
公

共
団
体
の
当
該
土
地
を
無
償
で
譲
り
受
け
た
旨
を
証

す
る
書
類

三
　
法
第
六
百
二
条
第
一
項
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
土
地

の
譲
渡
　
当
該
土
地
の
買
取
り
を
す
る
者
（
当
該
買

取
り
を
す
る
者
が
政
令
第
五
十
四
条
の
四
十
五
第
二

項
第
二
号
に
掲
げ
る
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該

法
人
を
所
轄
す
る
地
方
公
共
団
体
の
長
）
の
当
該
土

地
を
法
第
六
百
二
条
第
一
項
第
一
号
ハ
に
規
定
す
る

業
務
の
用
に
直
接
供
す
る
た
め
に
買
い
取
つ
た
旨
を

証
す
る
書
類

四
　
法
第
六
百
二
条
第
一
項
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
土
地

の
譲
渡
の
う
ち
政
令
第
五
十
四
条
の
四
十
五
第
四
項

第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
　
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
都
市
計
画
法
第
三
十
五
条
第
二
項
の
通
知
の
文

書
の
写
し
及
び
同
法
第
三
十
六
条
第
二
項
に
規
定

す
る
検
査
済
証
の
写
し
（
同
法
第
二
十
九
条
第
一

項
又
は
第
二
項
の
許
可
に
基
づ
く
地
位
を
承
継
し

た
者
で
、
そ
の
承
継
に
つ
き
同
法
第
四
十
五
条
の

都
道
府
県
知
事
の
承
認
を
要
す
る
も
の
に
あ
つ
て

は
、
こ
れ
ら
の
書
類
及
び
当
該
承
認
を
受
け
た
旨

を
証
す
る
書
類
）

ロ
　
当
該
土
地
の
譲
渡
が
政
令
第
五
十
四
条
の
四
十

五
第
四
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る

事
実
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

五
　
法
第
六
百
二
条
第
一
項
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
土
地

の
譲
渡
の
う
ち
政
令
第
五
十
四
条
の
四
十
五
第
四
項

第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
　
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
（
昭
和
三

十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号
）
第
十
四
条
第
二
項

の
通
知
の
文
書
の
写
し
そ
の
他
の
当
該
土
地
の
譲

渡
が
政
令
第
五
十
四
条
の
四
十
五
第
四
項
第
二
号

イ
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
事
実
を
明
ら
か
に

す
る
書
類

ロ
　
当
該
土
地
の
譲
渡
が
政
令
第
五
十
四
条
の
四
十

五
第
四
項
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る

事
実
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

六
　
法
第
六
百
二
条
第
一
項
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
土
地

の
譲
渡
の
う
ち
政
令
第
五
十
四
条
の
四
十
五
第
四
項

第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
　
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
次
に
掲
げ
る
土
地
の
譲
渡
の
区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
に
定
め
る
書
類

（１）
　
そ
の
宅
地
の
造
成
に
つ
き
土
地
の
所
有
者
等

が
開
発
許
可
を
受
け
て
い
る
場
合
（
開
発
許
可

に
基
づ
く
地
位
を
承
継
し
て
い
る
場
合
を
含

む
。
）
に
お
け
る
宅
地
の
譲
渡
　
第
四
号
イ
に

掲
げ
る
書
類
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（２）
　
そ
の
宅
地
の
造
成
に
つ
き
開
発
許
可
を
要
し

な
い
場
合
に
お
け
る
宅
地
の
譲
渡
　
第
五
号
イ

に
掲
げ
る
書
類

ロ
　
当
該
譲
渡
を
受
け
た
者
が
当
該
譲
渡
に
係
る
宅

地
の
上
に
自
己
の
計
算
に
よ
り
住
宅
を
新
築
し
、

か
つ
、
当
該
新
築
し
た
住
宅
と
と
も
に
当
該
宅
地

を
公
募
の
方
法
に
よ
り
譲
渡
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
又
は
当
該
宅
地
の
譲
渡

を
受
け
た
者
が
当
該
宅
地
を
公
募
に
係
る
応
募
者

に
対
し
譲
渡
す
る
こ
と
を
約
し
、
か
つ
、
当
該
宅

地
の
上
に
住
宅
を
請
負
の
方
法
に
よ
り
新
築
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

七
　
法
第
六
百
二
条
第
一
項
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
土
地

の
譲
渡
の
う
ち
政
令
第
五
十
四
条
の
四
十
五
第
四
項

第
四
号
に
掲
げ
る
も
の
　
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一

号
）
第
六
条
第
一
項
の
確
認
を
受
け
た
旨
を
証
す

る
書
類
の
写
し
そ
の
他
の
当
該
土
地
の
譲
渡
が
政

令
第
五
十
四
条
の
四
十
五
第
四
項
第
四
号
イ
に
掲

げ
る
要
件
に
該
当
す
る
事
実
を
明
ら
か
に
す
る

書
類

ロ
　
当
該
土
地
の
譲
渡
が
政
令
第
五
十
四
条
の
四
十

五
第
四
項
第
四
号
ロ
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る

事
実
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

八
　
法
第
六
百
二
条
第
一
項
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
土
地

の
譲
渡
の
う
ち
政
令
第
五
十
四
条
の
四
十
五
第
四
項

第
五
号
に
掲
げ
る
も
の
　
第
六
号
イ
に
掲
げ
る
書
類

九
　
法
第
六
百
二
条
第
一
項
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
土
地

の
譲
渡
の
う
ち
政
令
第
五
十
四
条
の
四
十
五
第
四
項

第
六
号
に
掲
げ
る
も
の
　
第
七
号
イ
に
掲
げ
る
書
類

十
　
法
第
六
百
二
条
第
一
項
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
土
地

の
譲
渡
の
う
ち
政
令
第
五
十
四
条
の
四
十
五
第
四
項

第
七
号
に
掲
げ
る
も
の
　
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
当
該
譲
渡
に
係
る
土
地
の
所
在
地
を
管
轄
す
る

市
町
村
長
（
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
十

九
第
一
項
の
市
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
指
定

都
市
」
と
い
う
。
）
の
長
を
除
く
。
）
又
は
特
別
区

若
し
く
は
指
定
都
市
の
区
若
し
く
は
総
合
区
の
長

か
ら
交
付
を
受
け
た
当
該
土
地
に
係
る
政
令
第
五

十
四
条
の
四
十
五
第
四
項
第
七
号
イ
に
規
定
す
る

個
人
若
し
く
は
他
の
個
人
の
親
族
の
住
民
票
の
写

し
そ
の
他
当
該
土
地
が
同
号
イ
に
規
定
す
る
土
地

に
該
当
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

ロ
　
政
令
第
五
十
四
条
の
四
十
五
第
四
項
第
七
号
ハ

に
規
定
す
る
居
住
用
土
地
等
の
譲
渡
に
係
る
対
価

の
額
か
ら
当
該
居
住
用
土
地
等
に
係
る
同
号
ハ

（
１
）
及
び
（
２
）
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額
を

控
除
し
た
金
額
が
同
号
ハ
に
規
定
す
る
売
買
の
代

理
報
酬
相
当
額
を
超
え
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す

る
そ
の
計
算
に
関
す
る
明
細
書

十
の
二
　
法
第
六
百
二
条
第
一
項
第
一
号
ホ
に
掲
げ
る

土
地
の
譲
渡
　
同
号
ホ
に
規
定
す
る
民
間
都
市
開
発

推
進
機
構
の
当
該
土
地
を
同
号
ホ
に
規
定
す
る
業
務

の
用
に
直
接
供
す
る
た
め
に
買
い
取
つ
た
旨
を
証
す

る
書
類

十
一
　
法
第
六
百
二
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
土
地

の
譲
渡
　
当
該
土
地
を
譲
り
受
け
た
者
の
当
該
土
地

を
譲
り
受
け
た
旨
を
証
す
る
書
類
及
び
当
該
土
地
が

同
号
に
規
定
す
る
被
収
用
不
動
産
等
に
代
わ
る
土
地

の
う
ち
前
条
第
四
項
に
規
定
す
る
土
地
で
あ
る
事
実

を
明
ら
か
に
す
る
書
類

十
二
　
法
第
六
百
二
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
土
地

の
譲
渡
　
当
該
土
地
を
譲
り
受
け
た
者
の
当
該
土
地

を
譲
り
受
け
た
旨
を
証
す
る
書
類
及
び
当
該
土
地
が

同
号
に
規
定
す
る
被
買
収
不
動
産
等
に
代
わ
る
土
地

の
う
ち
前
条
第
四
項
に
規
定
す
る
土
地
で
あ
る
事
実

を
明
ら
か
に
す
る
書
類

（
政
令
第
五
十
四
条
の
四
十
五
第
八
項
に
お
い
て
準
用

す
る
政
令
第
五
十
四
条
の
四
十
三
第
一
項
の
申
請
書
の

提
出
）

第
十
六
条
の
二
十
二
の
三
　
政
令
第
五
十
四
条
の
四
十
五

第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
政
令
第
五
十
四
条
の
四
十

三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
は
、
当
該
申

請
書
に
記
載
し
た
事
項
に
つ
い
て
の
事
実
を
証
す
る
書

類
を
添
付
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
政
令
第
五
十
四
条
の
四
十
六
第
二
項
第
一
号
の
土
地

等
）

第
十
六
条
の
二
十
三
　
政
令
第
五
十
四
条
の
四
十
六
第
二

項
第
一
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
土
地
は
、

第
十
六
条
の
十
四
第
二
項
に
規
定
す
る
土
地
と
す
る
。

２
　
政
令
第
五
十
四
条
の
四
十
六
第
五
項
の
規
定
に
よ
る

申
告
書
の
提
出
は
、
当
該
申
告
書
に
記
載
し
た
事
項
に

つ
い
て
の
事
実
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

３
　
政
令
第
五
十
四
条
の
四
十
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
つ

て
読
み
替
え
ら
れ
た
政
令
第
五
十
四
条
の
三
十
二
第
三

項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
土
地
は
、
同
項
第

二
号
の

近
の
取
得
の
第
十
六
条
の
十
四
の
二
各
号
に

掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
土
地
と
す

る
。

（
政
令
第
五
十
四
条
の
四
十
八
第
一
項
の
申
請
書
の
提

出
）

第
十
六
条
の
二
十
三
の
二
　
政
令
第
五
十
四
条
の
四
十
八

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
は
、
当
該
申
請

書
に
記
載
し
た
事
項
に
つ
い
て
の
事
実
を
証
す
る
書
類

等
を
添
付
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当

該
申
請
書
が
既
に
法
第
六
百
三
条
の
二
第
一
項
の
認
定

又
は
法
第
六
百
三
条
の
二
の
二
第
一
項
の
確
認
を
受
け

た
土
地
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
市
町
村
長
は
、

当
該
申
請
書
に
記
載
し
た
事
項
に
つ
い
て
の
事
実
を
証

す
る
書
類
等
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
添
付
を
要
し

な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
政
令
第
五
十
四
条
の
四
十
八
の
二
第
一
項
の
申
請
書

の
提
出
）

第
十
六
条
の
二
十
三
の
三
　
第
十
六
条
の
二
十
の
規
定
は

政
令
第
五
十
四
条
の
四
十
八
の
二
第
一
項
に
お
い
て
準

用
す
る
政
令
第
五
十
四
条
の
四
十
二
第
一
項
、
第
三

項
、
第
六
項
又
は
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提

出
に
つ
い
て
、
第
十
六
条
の
二
十
一
の
規
定
は
政
令
第

五
十
四
条
の
四
十
八
の
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る

政
令
第
五
十
四
条
の
四
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申

請
書
の
提
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
第
十
六
条
の
二
十
第
一
項
中
「
法
第
六
百
一
条
第

一
項
に
規
定
す
る
非
課
税
土
地
（
第
四
項
に
お
い
て

「
非
課
税
土
地
」
と
い
う
。
）
と
し
て
使
用
し
、
又
は
使

用
さ
せ
よ
う
と
し
た
日
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
六
百
三

条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
免
除
土
地
（
第
四
項

に
お
い
て
「
免
除
土
地
」
と
い
う
。
）
と
し
て
使
用
し
、

又
は
使
用
さ
せ
よ
う
と
し
た
日
」
と
、
同
条
第
四
項
中

「
非
課
税
土
地
」
と
あ
る
の
は
「
免
除
土
地
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
特
別
土
地
保
有
税
に
係
る
申
告
書
等
の
様
式
）

第
十
六
条
の
二
十
四
　
特
別
土
地
保
有
税
に
つ
い
て
、
次

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
申
告
書
等
の
様
式
は
、
そ
れ
ぞ

れ
そ
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

申
告
書
等
の
種
類

様
式

（
一
）
　
申
告
書
及
び
修
正
申
告
書
（
法
第
五
百

九
十
九
条
第
一
項
の
申
告
書
及
び
法
第
六
百
条

第
二
項
の
修
正
申
告
書
）

第

三

十

四

号

の

五
様
式

（
二
）
　
非
課
税
土
地
・
特
例
譲
渡
・
免
除
土
地

認
定
申
請
書
（
政
令
第
五
十
四
条
の
四
十
二
第

一
項
（
政
令
第
五
十
四
条
の
四
十
五
第
八
項
及

び
第
五
十
四
条
の
四
十
八
の
二
第
一
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
申
請
書
）

第

三

十

四

号

の

六
様
式

（
三
）
　
非
課
税
土
地
・
特
例
譲
渡
・
免
除
土
地

確
認
申
請
書
（
政
令
第
五
十
四
条
の
四
十
二
第

八
項
（
政
令
第
五
十
四
条
の
四
十
五
第
八
項
及

び
第
五
十
四
条
の
四
十
八
の
二
第
一
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
申
請
書
）

第

三

十

四

号

の

七
様
式

（
四
）
　
納
税
義
務
の
免
除
に
係
る
期
間
の
延
長

申
請
書
（
政
令
第
五
十
四
条
の
四
十
三
第
一
項

（
政
令
第
五
十
四
条
の
四
十
五
第
八
項
及
び
第

五
十
四
条
の
四
十
八
の
二
第
一
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
申
請
書
）

第

三

十

四

号

の

八
様
式

（
五
）
　
徴
収
猶
予
申
告
書
（
政
令
第
五
十
四
条

の
四
十
六
第
五
項
の
申
告
書
）

第

三

十

四

号

の

九
様
式

（
六
）
　
免
除
認
定
申
請
書
（
政
令
第
五
十
四
条

の
四
十
八
第
一
項
の
申
請
書
）

第

三

十

四

号

の

十
様
式

（
法
第
六
百
二
十
五
条
第
一
項
の
申
告
書
の
記
載
事
項
）

第
十
六
条
の
二
十
五
　
法
第
六
百
二
十
五
条
第
一
項
に
規

定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
と
す
る
。

一
　
納
税
義
務
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
又
は
所
在

地
及
び
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号

二
　
法
第
六
百
二
十
一
条
に
規
定
す
る
遊
休
土
地
（
以

下
本
条
、
次
条
、
第
十
六
条
の
二
十
八
及
び
第
十
六

条
の
二
十
九
に
お
い
て
「
遊
休
土
地
」
と
い
う
。
）

の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
面
積

三
　
都
市
計
画
法
第
十
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
遊

休
土
地
転
換
利
用
促
進
地
区
の
所
在
及
び
面
積

四
　
遊
休
土
地
の
時
価
及
び
遊
休
土
地
で
あ
る
土
地
の

取
得
価
額
、
当
該
遊
休
土
地
に
係
る
固
定
資
産
税
の

課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
並
び
に
当
該
遊
休
土
地

に
係
る
法
第
五
百
九
十
六
条
に
規
定
す
る
法
第
五
百

九
十
九
条
第
一
項
第
一
号
の
特
別
土
地
保
有
税
の
税

額
（
当
該
遊
休
土
地
で
あ
る
土
地
の
う
ち
に
土
地
に

対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
が
課
さ
れ
る
土
地

が
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

五
　
遊
休
土
地
に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
の

課
税
標
準
額
及
び
税
額

六
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

（
遊
休
土
地
に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
の
修

正
申
告
書
の
記
載
事
項
）

第
十
六
条
の
二
十
六
　
法
第
六
百
二
十
七
条
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
六
百
条
第
二
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で

定
め
る
事
項
は
、
前
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲

げ
る
事
項
の
ほ
か
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
す
で
に
納
付
の
確
定
し
た
遊
休
土
地
に
対
し
て
課

す
る
特
別
土
地
保
有
税
の
税
額

二
　
遊
休
土
地
に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
の

課
税
標
準
額
及
び
税
額

三
　
前
号
の
特
別
土
地
保
有
税
額
に
相
当
す
る
金
額
か

ら
第
一
号
の
特
別
土
地
保
有
税
額
に
相
当
す
る
金
額

を
控
除
し
た
金
額
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四
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

（
土
地
に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
関
す
る

規
定
の
準
用
）

第
十
六
条
の
二
十
七
　
第
十
六
条
の
十
六
の
規
定
は
、
政

令
第
五
十
四
条
の
五
十
一
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る

政
令
第
五
十
四
条
の
三
十
四
第
一
項
第
十
号
の
地
役
権

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

２
　
第
十
六
条
の
十
七
の
規
定
は
、
政
令
第
五
十
四
条
の

五
十
一
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
政
令
第
五
十
四
条

の
三
十
四
第
二
項
第
七
号
の
価
額
等
に
つ
い
て
準
用
す

る
。

（
政
令
第
五
十
四
条
の
五
十
七
第
一
項
の
申
請
書
の
提

出
）

第
十
六
条
の
二
十
八
　
政
令
第
五
十
四
条
の
五
十
七
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
は
、
当
該
申
請
書
に

記
載
し
た
事
項
に
つ
い
て
の
事
実
を
証
す
る
書
類
等
を

添
付
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
申

請
書
が
既
に
法
第
六
百
二
十
九
条
第
一
項
の
認
定
を
受

け
た
遊
休
土
地
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
市
町
村

長
は
、
当
該
申
請
書
に
記
載
し
た
事
項
に
つ
い
て
の
事

実
を
証
す
る
書
類
等
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
添
付

を
要
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
遊
休
土
地
に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
係

る
申
告
書
等
の
様
式
）

第
十
六
条
の
二
十
九
　
遊
休
土
地
に
対
し
て
課
す
る
特
別

土
地
保
有
税
に
つ
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
申

告
書
等
の
様
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
下
欄
に
掲
げ
る
と

こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

申
告
書
等
の
種
類

様
式

（
一
）
　
申
告
書
及
び
修
正
申
告
書
（
法
第
六

百
二
十
五
条
第
一
項
の
申
告
書
及
び
法
第
六

百
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
百

条
第
二
項
の
修
正
申
告
書
）

第
三
十
四

号
の
十
一

様
式

（
二
）
　
免
除
認
定
申
請
書
（
政
令
第
五
十
四

条
の
五
十
七
第
一
項
の
申
請
書
）

第
三
十
四

号
の
十
二

様
式

（
法
第
六
百
六
十
九
条
第
二
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る

納
税
義
務
者
）

第
十
六
条
の
三
十
　
法
第
六
百
六
十
九
条
第
二
項
に
規
定

す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
納
税
義
務
者
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
見
込
ま
れ

る
も
の
と
す
る
。

一
　
法
第
六
百
六
十
九
条
第
二
項
の
条
例
の
施
行
後
五

年
間
に
係
る
当
該
納
税
義
務
者
（
納
税
義
務
者
と
な

る
べ
き
者
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対

し
て
課
す
べ
き
当
該
市
町
村
法
定
外
普
通
税
の
課
税

標
準
の
合
計
が
、
当
該
期
間
に
係
る
当
該
市
町
村
法

定
外
普
通
税
の
課
税
標
準
の
合
計
の
十
分
の
一
を
超

え
る
こ
と
。

二
　
前
号
の
期
間
の
う
ち
、
当
該
納
税
義
務
者
に
対
し

て
課
す
べ
き
当
該
市
町
村
法
定
外
普
通
税
の
課
税
標

準
が
当
該
市
町
村
法
定
外
普
通
税
の
課
税
標
準
の
十

分
の
一
を
超
え
る
年
が
三
以
上
あ
る
こ
と
。

第
十
七
条
か
ら
第
二
十
四
条
ま
で
　
削
除

（
政
令
第
五
十
六
条
の
十
七
の
二
の
国
の
雇
用
に
関
す

る
助
成
に
係
る
者
）

第
二
十
四
条
の
二
　
政
令
第
五
十
六
条
の
十
七
の
二
に
規

定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
国
の
雇
用
に
関
す
る
助
成

に
係
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一
　
政
令
第
五
十
六
条
の
十
七
の
二
第
一
号
に
掲
げ
る

者
で
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
労
働
省

令
第
三
号
）
第
百
九
条
又
は
労
働
施
策
の
総
合
的
な

推
進
並
び
に
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
及
び
職
業
生
活

の
充
実
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
一

年
労
働
省
令
第
二
十
三
号
）
第
六
条
の
二
第
一
項
に

規
定
す
る
特
定
求
職
者
雇
用
開
発
助
成
金
の
支
給
に

係
る
も
の
の
う
ち
、
当
該
助
成
金
の
支
給
に
係
る
雇

入
れ
の
日
に
お
い
て
年
齢
五
十
五
歳
以
上
六
十
五
歳

未
満
の
者

二
　
政
令
第
五
十
六
条
の
十
七
の
二
第
二
号
に
掲
げ
る

者
で
公
共
職
業
安
定
所
長
の
指
示
に
よ
り
雇
用
保
険

法
施
行
規
則
第
百
三
十
条
又
は
労
働
施
策
の
総
合
的

な
推
進
並
び
に
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
及
び
職
業
生

活
の
充
実
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
一
年
法
律

第
百
三
十
二
号
）
第
十
八
条
第
五
号
に
規
定
す
る
作

業
環
境
に
適
応
さ
せ
る
た
め
の
訓
練
を
受
け
た
も
の

の
う
ち
、
当
該
公
共
職
業
安
定
所
長
の
指
示
を
受
け

た
日
に
お
い
て
年
齢
五
十
五
歳
以
上
六
十
五
歳
未
満

の
者

三
　
政
令
第
五
十
六
条
の
十
七
の
二
第
三
号
に
掲
げ
る

者
で
同
号
に
掲
げ
る
雇
用
奨
励
金
の
支
給
に
係
る
雇

入
れ
の
日
に
お
い
て
年
齢
五
十
五
歳
以
上
六
十
五
歳

未
満
の
も
の

（
政
令
第
五
十
六
条
の
二
十
七
の
施
設
）

第
二
十
四
条
の
三
　
政
令
第
五
十
六
条
の
二
十
七
に
規
定

す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
家
畜
飼
養
管
理
用

施
設
、
農
舎
、
農
産
物
乾
燥
施
設
、
農
業
生
産
資
材
貯

蔵
施
設
、
た
い
肥
舎
、
サ
イ
ロ
及
び
き
の
こ
栽
培
施
設

と
す
る
。

（
政
令
第
五
十
六
条
の
二
十
八
第
二
項
第
二
号
の
施
設
）

第
二
十
四
条
の
四
　
政
令
第
五
十
六
条
の
二
十
八
第
二
項

第
二
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
農

林
水
産
業
に
関
す
る
試
験
研
究
の
た
め
の
施
設
と
す

る
。

（
政
令
第
五
十
六
条
の
二
十
九
の
施
設
）

第
二
十
四
条
の
五
　
政
令
第
五
十
六
条
の
二
十
九
第
一
号

に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
倉
庫
、
冷

蔵
庫
、
処
理
加
工
施
設
、
配
達
セ
ン
タ
ー
及
び
計
算
セ

ン
タ
ー
と
す
る
。

２
　
政
令
第
五
十
六
条
の
二
十
九
第
二
号
に
規
定
す
る
総

務
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
卸
売
業
者
が
生
鮮
食
料
品

等
を
保
管
す
る
施
設
の
う
ち
卸
売
市
場
法
施
行
規
則
第

七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
事
業
報
告
書
に
お
い
て
開

設
者
に
報
告
さ
れ
た
施
設
と
す
る
。

（
政
令
第
五
十
六
条
の
三
十
四
第
一
項
の
事
業
）

第
二
十
四
条
の
五
の
二
　
政
令
第
五
十
六
条
の
三
十
四
第

一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
業
は
、
次
に

掲
げ
る
事
業
と
す
る
。

一
　
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
第
九
条
の
二
第
一
項
第

四
号
又
は
第
九
条
の
九
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る

事
業

二
　
商
店
街
振
興
組
合
法
第
十
三
条
第
一
項
第
四
号
若

し
く
は
第
五
号
又
は
第
十
九
条
第
一
項
第
六
号
若
し

く
は
第
七
号
に
掲
げ
る
事
業

三
　
協
同
組
合
連
合
会
が
実
施
す
る
独
立
行
政
法
人
中

小
企
業
基
盤
整
備
機
構
法
施
行
令
第
三
条
第
一
項
第

三
号
に
掲
げ
る
事
業
（
当
該
協
同
組
合
連
合
会
の
所

属
員
が
一
の
建
物
に
集
合
し
て
事
業
を
行
う
た
め
、

工
場
、
事
業
場
、
店
舗
そ
の
他
の
施
設
を
整
備
す
る

事
業
に
限
る
。
）

四
　
事
業
協
同
小
組
合
又
は
協
同
組
合
連
合
会
で
そ
の

組
合
員
又
は
所
属
員
の
三
分
の
二
以
上
が
独
立
行
政

法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
法
施
行
令
第
三
条
第

一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
特
定
中
小
事
業
者
（
小
売

商
業
又
は
サ
ー
ビ
ス
業
を
行
う
者
に
限
る
。
）
で
あ

る
も
の
が
実
施
す
る
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
業

（
同
号
イ
に
掲
げ
る
事
業
の
う
ち
、
独
立
行
政
法
人

中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
の
産
業
基
盤
整
備
業
務
を

除
く
業
務
に
係
る
業
務
運
営
、
財
務
及
び
会
計
並
び

に
人
事
管
理
に
関
す
る
省
令
第
二
十
八
条
第
一
項
第

一
号
イ
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
同
項
に
規
定
す

る
共
同
化
計
画
に
基
づ
き
実
施
さ
れ
る
も
の
の
用
に

供
す
る
た
め
に
施
設
を
整
備
す
る
事
業
に
限
る
。
）

五
　
独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
法
施
行

令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
ハ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
事
業

（
独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
の
産
業

基
盤
整
備
業
務
を
除
く
業
務
に
係
る
業
務
運
営
、
財

務
及
び
会
計
並
び
に
人
事
管
理
に
関
す
る
省
令
第
三

十
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
合
併
会
社
又
は
同

省
令
第
三
十
一
条
第
四
項
第
一
号
に
規
定
す
る
出
資

会
社
（
合
併
又
は
出
資
を
し
よ
う
と
す
る
者
の
三
分

の
二
以
上
が
独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機

構
法
施
行
令
第
三
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
特

定
中
小
事
業
者
（
小
売
商
業
又
は
サ
ー
ビ
ス
業
を
行

う
者
に
限
る
。
）
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
実
施
す

る
同
省
令
第
三
十
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
三
十
一

条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
事
業
を
除
く
。
）

（
法
第
七
百
一
条
の
三
十
四
第
三
項
第
十
九
号
イ
の
事

業
）

第
二
十
四
条
の
五
の
三
　
法
第
七
百
一
条
の
三
十
四
第
三

項
第
十
九
号
イ
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
業

は
、
次
に
掲
げ
る
事
業
と
す
る
。

一
　
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
第
九
条
の
二
第
一
項
第

四
号
又
は
第
九
条
の
九
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る

事
業

二
　
商
店
街
振
興
組
合
法
第
十
三
条
第
一
項
第
四
号
若

し
く
は
第
五
号
又
は
第
十
九
条
第
一
項
第
六
号
若
し

く
は
第
七
号
に
掲
げ
る
事
業

三
　
協
同
組
合
連
合
会
の
所
属
員
が
実
施
す
る
総
合
特

別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第

二
条
第
二
項
第
五
号
イ
に
掲
げ
る
一
の
建
物
に
集
合

し
て
行
う
事
業

四
　
事
業
協
同
小
組
合
又
は
協
同
組
合
連
合
会
で
そ
の

組
合
員
又
は
所
属
員
の
三
分
の
二
以
上
が
経
済
産
業

省
関
係
総
合
特
別
区
域
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
三

年
経
済
産
業
省
令
第
四
十
五
号
）
第
一
条
第
一
項
第

二
号
イ
に
規
定
す
る
特
定
中
小
事
業
者
（
小
売
商
業

又
は
サ
ー
ビ
ス
業
を
行
う
者
に
限
る
。
）
で
あ
る
も

の
が
実
施
す
る
総
合
特
別
区
域
法
第
二
条
第
二
項
第

五
号
イ
に
掲
げ
る
共
同
し
て
行
う
事
業

五
　
合
併
会
社
（
経
済
産
業
省
関
係
総
合
特
別
区
域
法

施
行
規
則
第
一
条
第
一
項
第
二
号
ハ
に
規
定
す
る
合

併
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
条
第
五
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
、
出
資
会
社
（
同
令
第
一
条
第
一
項

第
二
号
ニ
に
規
定
す
る
出
資
会
社
を
い
う
。
次
条
第

五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
承
認
合
併
会
社
（
同
令
第

一
条
第
一
項
第
二
号
ホ
に
規
定
す
る
承
認
合
併
会
社

を
い
う
。
次
条
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
承

認
出
資
会
社
（
同
令
第
一
条
第
一
項
第
二
号
ホ
に
規

定
す
る
承
認
出
資
会
社
を
い
う
。
次
条
第
五
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
が
実
施
す
る
総
合
特
別
区
域
法
第
二

条
第
二
項
第
五
号
イ
に
掲
げ
る
共
同
し
て
行
う
事
業

（
合
併
会
社
（
合
併
を
し
よ
う
と
す
る
者
の
三
分
の

二
以
上
が
同
令
第
一
条
第
一
項
第
二
号
イ
に
規
定
す

る
特
定
中
小
事
業
者
（
小
売
商
業
又
は
サ
ー
ビ
ス
業

を
行
う
者
に
限
る
。
）
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
実

施
す
る
事
業
を
除
く
。
）
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（
法
第
七
百
一
条
の
三
十
四
第
三
項
第
十
九
号
ロ
の
事

業
）

第
二
十
四
条
の
五
の
四
　
法
第
七
百
一
条
の
三
十
四
第
三

項
第
十
九
号
ロ
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
業

は
、
次
に
掲
げ
る
事
業
と
す
る
。

一
　
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
第
九
条
の
二
第
一
項
第

四
号
又
は
第
九
条
の
九
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る

事
業

二
　
商
店
街
振
興
組
合
法
第
十
三
条
第
一
項
第
四
号
若

し
く
は
第
五
号
又
は
第
十
九
条
第
一
項
第
六
号
若
し

く
は
第
七
号
に
掲
げ
る
事
業

三
　
協
同
組
合
連
合
会
の
所
属
員
が
実
施
す
る
総
合
特

別
区
域
法
第
二
条
第
三
項
第
五
号
イ
に
掲
げ
る
一
の

建
物
に
集
合
し
て
行
う
事
業

四
　
事
業
協
同
小
組
合
又
は
協
同
組
合
連
合
会
で
そ
の

組
合
員
又
は
所
属
員
の
三
分
の
二
以
上
が
経
済
産
業

省
関
係
総
合
特
別
区
域
法
施
行
規
則
第
一
条
第
一
項

第
二
号
イ
に
規
定
す
る
特
定
中
小
事
業
者
（
小
売
商

業
又
は
サ
ー
ビ
ス
業
を
行
う
者
に
限
る
。
）
で
あ
る

も
の
が
実
施
す
る
総
合
特
別
区
域
法
第
二
条
第
三
項

第
五
号
イ
に
掲
げ
る
共
同
し
て
行
う
事
業

五
　
合
併
会
社
、
出
資
会
社
、
承
認
合
併
会
社
又
は
承

認
出
資
会
社
が
実
施
す
る
総
合
特
別
区
域
法
第
二
条

第
三
項
第
五
号
イ
に
掲
げ
る
共
同
し
て
行
う
事
業

（
合
併
会
社
（
合
併
を
し
よ
う
と
す
る
者
の
三
分
の

二
以
上
が
経
済
産
業
省
関
係
総
合
特
別
区
域
法
施
行

規
則
第
一
条
第
一
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
特
定
中

小
事
業
者
（
小
売
商
業
又
は
サ
ー
ビ
ス
業
を
行
う
者

に
限
る
。
）
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
実
施
す
る
事

業
を
除
く
。
）

（
政
令
第
五
十
六
条
の
三
十
九
の
施
設
等
）

第
二
十
四
条
の
六
　
政
令
第
五
十
六
条
の
三
十
九
に
規
定

す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設

と
す
る
。

一
　
貨
物
取
扱
施
設
、
航
空
機
部
品
の
整
備
及
び
保
管

の
た
め
の
施
設
、
整
備
用
資
材
の
保
管
の
た
め
の
施

設
、
地
上
作
業
用
機
材
の
整
備
の
た
め
の
施
設
、
車

庫
、
変
電
所
及
び
配
電
所

二
　
旅
客
カ
ウ
ン
タ
ー
、
チ
ケ
ッ
ト
ロ
ビ
ー
、
キ
ャ
ッ

シ
ャ
ー
ル
ー
ム
、
遺
失
物
保
管
室
及
び
手
荷
物
取
扱

施
設

三
　
待
合
室
、
ロ
ビ
ー
及
び
通
路
、
階
段
等
無
償
で
旅

客
又
は
一
般
公
衆
の
用
に
供
す
る
施
設
（
政
令
第
五

十
六
条
の
四
十
三
第
二
項
に
規
定
す
る
消
防
用
設
備

等
又
は
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
防
災
に
関
す
る
施

設
若
し
く
は
設
備
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）

２
　
政
令
第
五
十
六
条
の
三
十
九
に
規
定
す
る
総
務
省
令

で
定
め
る
部
分
は
、
当
該
施
設
の
う
ち
当
該
施
設
に
係

る
事
業
所
床
面
積
に
当
該
施
設
を
使
用
す
る
国
際
路
線

に
就
航
す
る
各
航
空
機
の
客
席
時
間
数
（
当
該
航
空
機

の
客
席
数
（
貨
物
の
運
送
の
用
に
供
す
る
航
空
機
に
あ

つ
て
は
、
同
じ
型
式
の
旅
客
の
運
送
の
用
に
供
す
る
航

空
機
と
同
数
の
客
席
数
を
有
す
る
も
の
と
み
な
す
。
）

に
当
該
航
空
機
の

近
の
一
年
間
に
お
け
る
航
行
時
間

を
乗
じ
て
得
た
数
値
を
い
う
。
以
下
本
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
合
計
数
の
当
該
施
設
を
使
用
す
る
国
際
路
線

又
は
国
内
路
線
に
就
航
す
る
各
航
空
機
の
客
席
時
間
数

の
合
計
数
に
対
す
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
事
業
所
床
面

積
に
相
当
す
る
部
分
と
す
る
。

（
政
令
第
五
十
六
条
の
四
十
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
要
件
）

第
二
十
四
条
の
六
の
二
　
政
令
第
五
十
六
条
の
四
十
第
一

項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
電
気
通

信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
五

十
条
の
十
一
の
規
定
に
よ
り
事
業
者
設
備
識
別
番
号

（
電
気
通
信
番
号
規
則
（
令
和
元
年
総
務
省
令
第
四
号
）

別
表
第
十
号
に
規
定
す
る
事
業
者
設
備
識
別
番
号
を
い

う
。
）
の
指
定
を
受
け
、
当
該
事
業
者
設
備
識
別
番
号

に
よ
り
、
同
法
第
三
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
第
一

種
指
定
電
気
通
信
設
備
に
自
己
の
電
気
通
信
設
備
を
接

続
し
て
中
継
電
話
（
電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
（
昭
和

六
十
三
年
郵
政
省
令
第
四
十
六
号
）
第
一
条
第
二
項
第

三
号
に
規
定
す
る
中
継
電
話
を
い
う
。
事
業
者
設
備
識

別
番
号
の
呼
に
係
る
料
金
が
当
該
事
業
者
設
備
識
別
番

号
に
係
る
着
信
側
の
利
用
者
に
課
さ
れ
る
機
能
を
付
加

し
て
提
供
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
提
供
す
る
電
気

通
信
事
業
者
で
あ
つ
て
、
そ
の
事
業
の
規
模
が
当
該
第

一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
者
と
同
程
度
以

上
と
す
る
。

（
政
令
第
五
十
六
条
の
四
十
の
二
の
施
設
）

第
二
十
四
条
の
六
の
三
　
政
令
第
五
十
六
条
の
四
十
の
二

に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
信
書
便
物

（
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
九
号
）
第
二
条
第
三
項
に

規
定
す
る
信
書
便
物
を
い
う
。
第
二
十
四
条
の
二
十
一

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
表
示
、
区
分
、
転
送
、
還
付
及

び
管
理
の
用
に
供
す
る
施
設
と
す
る
。

（
政
令
第
五
十
六
条
の
四
十
の
三
の
施
設
）

第
二
十
四
条
の
六
の
四
　
政
令
第
五
十
六
条
の
四
十
の
三

第
一
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
郵

便
物
の
配
達
、
表
示
、
区
分
、
転
送
、
還
付
及
び
保
管

の
用
に
供
す
る
施
設
と
す
る
。

２
　
政
令
第
五
十
六
条
の
四
十
の
三
第
二
号
に
規
定
す
る

総
務
省
令
で
定
め
る
部
分
は
、
当
該
施
設
の
う
ち
当
該

施
設
に
係
る
事
業
所
床
面
積
に
当
該
施
設
に
お
け
る
郵

便
窓
口
業
務
等
を
処
理
す
る
た
め
の
端
末
機
（
電
子
計

算
機
及
び
電
気
通
信
回
線
に
よ
り
郵
便
窓
口
業
務
等
を

処
理
す
る
た
め
の
端
末
機
の
う
ち
当
該
業
務
に
従
事
す

る
者
が
窓
口
カ
ウ
ン
タ
ー
に
お
い
て
使
用
す
る
た
め
に

設
置
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
合
計
数
の
当
該
施
設
に

お
け
る
郵
便
窓
口
業
務
等
、
銀
行
業
及
び
生
命
保
険
業

の
代
理
業
務
並
び
に
金
融
商
品
仲
介
業
の
業
務
を
処
理

す
る
た
め
の
端
末
機
（
電
子
計
算
機
及
び
電
気
通
信
回

線
に
よ
り
こ
れ
ら
の
業
務
を
処
理
す
る
た
め
の
端
末
機

（
銀
行
業
の
代
理
業
務
を
処
理
す
る
た
め
の
端
末
機
の

う
ち
郵
便
振
替
の
業
務
の
み
に
使
用
す
る
も
の
を
除

く
。
）
の
う
ち
こ
れ
ら
の
業
務
に
従
事
す
る
者
が
窓
口

カ
ウ
ン
タ
ー
に
お
い
て
使
用
す
る
た
め
に
設
置
す
る
も

の
（
こ
れ
ら
の
端
末
機
と
同
様
の
機
能
を
有
す
る
端
末

機
を
当
該
施
設
の
窓
口
カ
ウ
ン
タ
ー
以
外
に
お
い
て
も

使
用
す
る
た
め
に
設
置
し
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
同

様
の
機
能
を
有
す
る
端
末
機
を
含
む
。
）
に
限
る
。
）
の

合
計
数
に
対
す
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
事
業
所
床
面
積

に
相
当
す
る
部
分
と
す
る
。

（
政
令
第
五
十
六
条
の
四
十
一
第
三
号
の
福
利
又
は
厚

生
の
た
め
の
施
設
）

第
二
十
四
条
の
七
　
政
令
第
五
十
六
条
の
四
十
一
第
三
号

に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
専
ら
勤
労
者
の
利
用

に
供
す
る
福
利
又
は
厚
生
の
た
め
の
施
設
は
、
次
に
掲

げ
る
施
設
と
す
る
。

一
　
農
業
協
同
組
合
、
消
費
生
活
協
同
組
合
、
消
費
生

活
協
同
組
合
連
合
会
、
確
定
給
付
企
業
年
金
法
（
平

成
十
三
年
法
律
第
五
十
号
）
に
規
定
す
る
企
業
年
金

連
合
会
、
農
業
者
年
金
基
金
、
法
人
で
あ
る
労
働
組

合
、
職
員
団
体
等
に
対
す
る
法
人
格
の
付
与
に
関
す

る
法
律
（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
八
十
号
）
に
よ
る

法
人
で
あ
る
職
員
団
体
等
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る

組
合
又
は
団
体
が
経
営
す
る
専
ら
こ
れ
ら
の
組
合
又

は
団
体
の
構
成
員
の
利
用
に
供
す
る
福
利
又
は
厚
生

の
た
め
の
施
設

二
　
公
益
社
団
法
人
若
し
く
は
公
益
財
団
法
人
、
一
般

社
団
法
人
（
非
営
利
型
法
人
（
法
人
税
法
第
二
条
第

九
号
の
二
に
規
定
す
る
非
営
利
型
法
人
を
い
う
。
以

下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
も
の
に

限
る
。
）
若
し
く
は
一
般
財
団
法
人
（
非
営
利
型
法

人
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
法
第
七
百
一

条
の
三
十
四
第
二
項
に
規
定
す
る
人
格
の
な
い
社
団

等
が
経
営
す
る
専
ら
勤
労
者
の
利
用
に
供
す
る
福
利

又
は
厚
生
の
た
め
の
施
設

三
　
前
号
に
掲
げ
る
施
設
の
ほ
か
、
政
令
第
五
十
六
条

の
四
十
一
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
前
二
号
に
規

定
す
る
も
の
か
ら
経
営
の
委
託
を
受
け
て
行
う
事
業

に
係
る
施
設
で
専
ら
勤
労
者
の
利
用
に
供
す
る
福
利

又
は
厚
生
の
た
め
の
施
設

（
政
令
第
五
十
六
条
の
四
十
二
第
三
号
の
特
定
路
外
駐

車
場
）

第
二
十
四
条
の
八
　
政
令
第
五
十
六
条
の
四
十
二
第
三
号

に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
特
定
路
外
駐
車
場

は
、
一
般
公
共
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
と
し
て
指
定
都

市
等
の
長
が
認
め
た
同
条
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
路

外
駐
車
場
と
す
る
。

（
政
令
第
五
十
六
条
の
四
十
三
第
三
項
第
五
号
の
防
災

に
関
す
る
施
設
又
は
設
備
）

第
二
十
四
条
の
九
　
政
令
第
五
十
六
条
の
四
十
三
第
三
項

第
五
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
防
災
に
関
す

る
施
設
又
は
設
備
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
又
は
設
備
と

す
る
。

一
　
指
定
都
市
等
の
条
例
の
規
定
に
基
づ
き
設
置
す
る

喫
煙
所

二
　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
指
定
都
市
等
の
条

例
又
は
消
防
組
織
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百

二
十
六
号
）
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
消
防
長

若
し
く
は
同
法
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
消
防

署
長
若
し
く
は
建
築
基
準
法
第
二
条
第
三
十
五
号
に

規
定
す
る
特
定
行
政
庁
の
命
令
に
基
づ
き
設
置
す
る

施
設
又
は
設
備
で
、
火
災
又
は
地
震
等
の
災
害
に
よ

る
被
害
を
予
防
し
、
又
は
軽
減
す
る
た
め
に
有
効
に

管
理
さ
れ
て
い
る
と
指
定
都
市
等
の
長
が
認
め
る

も
の

（
政
令
第
五
十
六
条
の
四
十
六
の
労
働
者
の
詰
所
）

第
二
十
四
条
の
十
　
政
令
第
五
十
六
条
の
四
十
六
に
規
定

す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
労
働
者
の
詰
所
は
、
労
働
者

詰
所
及
び
現
場
事
務
所
と
す
る
。

（
政
令
第
五
十
六
条
の
五
十
三
第
一
号
の
汚
水
処
理
施

設
等
）

第
二
十
四
条
の
十
一
　
政
令
第
五
十
六
条
の
五
十
三
第
一

号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
汚
水
又
は
廃
液
の

処
理
施
設
及
び
除
害
施
設
は
、
第
十
六
条
の
六
第
一
項

に
規
定
す
る
施
設
と
す
る
。

２
　
政
令
第
五
十
六
条
の
五
十
三
第
二
号
に
規
定
す
る
総

務
省
令
で
定
め
る
ば
い
煙
処
理
施
設
は
、
第
十
六
条
の

六
第
三
項
に
規
定
す
る
施
設
と
す
る
。

３
　
政
令
第
五
十
六
条
の
五
十
三
第
二
号
に
規
定
す
る
総

務
省
令
で
定
め
る
揮
発
性
有
機
化
合
物
の
排
出
の
抑
制

に
資
す
る
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
と
す
る
。

一
　
吸
着
、
分
解
又
は
分
離
の
方
法
に
よ
り
大
気
汚
染

防
止
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
揮
発
性
有
機
化

合
物
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
「
揮
発
性
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有
機
化
合
物
」
と
い
う
。
）
の
排
出
を
抑
制
す
る
機

能
を
有
す
る
装
置
で
次
に
掲
げ
る
も
の

イ
　
吸
着
装
置
（
揮
発
性
有
機
化
合
物
を
吸
着
剤
に

吸
着
さ
せ
て
処
理
す
る
装
置
を
い
う
。
）

ロ
　
分
解
装
置
（
揮
発
性
有
機
化
合
物
を
直
接
燃

焼
、
触
媒
燃
焼
、
蓄
熱
燃
焼
、
放
電
又
は
微
生
物

に
接
触
さ
せ
生
物
的
作
用
を
利
用
す
る
方
法
に
よ

り
当
該
揮
発
性
有
機
化
合
物
を
分
解
し
て
処
理
す

る
装
置
を
い
う
。
）

ハ
　
分
離
装
置
（
揮
発
性
有
機
化
合
物
を
冷
却
し
て

液
化
す
る
方
法
、
水
、
油
若
し
く
は
ア
ル
コ
ー
ル

に
吸
収
さ
せ
る
方
法
、
蒸
留
す
る
方
法
、
分
離
膜

を
用
い
る
方
法
又
は
こ
れ
ら
を
組
み
合
わ
せ
た
方

法
に
よ
り
当
該
揮
発
性
有
機
化
合
物
を
分
離
し
て

処
理
す
る
装
置
を
い
う
。
）

二
　
前
号
に
掲
げ
る
装
置
に
附
属
す
る
次
に
掲
げ
る
機

械
そ
の
他
の
設
備
で
、
専
ら
揮
発
性
有
機
化
合
物
の

排
出
の
抑
制
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の

イ
　
ガ
ス
導
管
（
煙
突
に
連
な
る
ガ
ス
導
管
を
除

く
。
）

ロ
　
冷
却
装
置

ハ
　
送
風
機

ニ
　
熱
交
換
機

ホ
　
加
熱
器

ヘ
　
圧
縮
機

ト
　
凝
縮
器

チ
　
ば
つ
き
装
置

リ
　
中
和
装
置

ヌ
　
ミ
ス
ト
除
去
装
置

ル
　
計
測
器
及
び
自
動
調
整
装
置

ヲ
　
変
圧
器
及
び
整
流
器

ワ
　
電
動
機

カ
　
ボ
イ
ラ
ー

ヨ
　
分
離
器

タ
　
ポ
ン
プ
、
配
管
及
び
タ
ン
ク

４
　
政
令
第
五
十
六
条
の
五
十
三
第
三
号
に
規
定
す
る
総

務
省
令
で
定
め
る
指
定
物
質
の
排
出
又
は
飛
散
の
抑
制

に
資
す
る
施
設
は
、
第
十
六
条
の
六
第
五
項
に
規
定
す

る
施
設
（
同
項
第
一
号
ホ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
装
置

及
び
こ
れ
ら
に
附
属
す
る
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
機
械

そ
の
他
の
設
備
を
除
く
。
）
と
す
る
。

５
　
政
令
第
五
十
六
条
の
五
十
三
第
四
号
に
規
定
す
る
総

務
省
令
で
定
め
る
ご
み
処
理
施
設
は
、
第
十
六
条
の
六

第
六
項
第
一
号
に
掲
げ
る
施
設
（
廃
棄
物
の
処
理
及
び

清
掃
に
関
す
る
法
律
第
八
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
も

の
（
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令

の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
九
年
政
令
第
二
百
六

十
九
号
。
次
項
に
お
い
て
「
廃
掃
法
改
正
令
」
と
い

う
。
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る

も
の
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
と
す
る
。

６
　
政
令
第
五
十
六
条
の
五
十
三
第
四
号
に
規
定
す
る
総

務
省
令
で
定
め
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
は
、
第
十
六

条
の
六
第
七
項
第
一
号
に
掲
げ
る
施
設
（
廃
棄
物
の
処

理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
十
五
条
第
一
項
の
許
可

に
係
る
も
の
（
廃
掃
法
改
正
令
附
則
第
二
条
第
二
項
の

規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
と

す
る
。

７
　
政
令
第
五
十
六
条
の
五
十
三
第
六
号
に
規
定
す
る
総

務
省
令
で
定
め
る
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
処
理
施
設
は
、

第
十
六
条
の
六
第
十
二
項
に
規
定
す
る
施
設
と
す
る
。

（
政
令
第
五
十
六
条
の
五
十
四
の
施
設
）

第
二
十
四
条
の
十
二
　
政
令
第
五
十
六
条
の
五
十
四
に
規

定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
国
若
し
く
は
地

方
公
共
団
体
の
補
助
又
は
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公

庫
若
し
く
は
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
の
資
金
若
し
く

は
農
業
近
代
化
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
て
設
置
さ
れ
る

消
費
地
食
肉
冷
蔵
施
設
と
す
る
。

第
二
十
四
条
の
十
三
　
削
除

（
政
令
第
五
十
六
条
の
五
十
七
第
二
項
の
要
件
等
）

第
二
十
四
条
の
十
四
　
政
令
第
五
十
六
条
の
五
十
七
第
二

項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
産
業
標

準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
に
基

づ
く
日
本
産
業
規
格
Ａ
九
〇
〇
二
（
木
質
材
料
の
加
圧

式
保
存
処
理
方
法
）
に
適
合
す
る
処
理
方
法
に
よ
り
行

わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

第
二
十
四
条
の
十
五
か
ら
第
二
十
四
条
の
十
八
ま
で
　

削
除

（
政
令
第
五
十
六
条
の
六
十
及
び
政
令
第
五
十
六
条
の

六
十
一
第
二
号
の
施
設
）

第
二
十
四
条
の
十
九
　
政
令
第
五
十
六
条
の
六
十
及
び
政

令
第
五
十
六
条
の
六
十
一
第
二
号
に
規
定
す
る
総
務
省

令
で
定
め
る
施
設
は
、
ロ
ビ
ー
、
浴
室
、
厨
房
、
機
械

室
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
施
設
（
政
令
第
五
十
六
条

の
四
十
三
第
二
項
に
規
定
す
る
消
防
用
設
備
等
又
は
同

条
第
三
項
に
規
定
す
る
防
災
に
関
す
る
施
設
若
し
く
は

設
備
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
で
宿
泊
に
係
る
も
の
と

す
る
。

（
政
令
第
五
十
六
条
の
六
十
四
の
施
設
）

第
二
十
四
条
の
二
十
　
政
令
第
五
十
六
条
の
六
十
四
に
規

定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
第
二
十
四
条
の

六
第
一
項
に
規
定
す
る
施
設
と
す
る
。

（
政
令
第
五
十
六
条
の
六
十
六
の
施
設
）

第
二
十
四
条
の
二
十
一
　
政
令
第
五
十
六
条
の
六
十
六
に

規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
信
書
便
物
の

表
示
、
区
分
、
転
送
、
還
付
及
び
管
理
の
用
に
供
す
る

施
設
と
す
る
。

第
二
十
四
条
の
二
十
二
　
削
除

第
二
十
四
条
の
二
十
三
及
び
第
二
十
四
条
の
二
十
四
　

削
除

（
政
令
第
五
十
六
条
の
七
十
二
第
二
号
の
親
族
）

第
二
十
四
条
の
二
十
五
　
政
令
第
五
十
六
条
の
七
十
二
第

二
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
親
族
は
、
同
号

に
規
定
す
る
従
前
の
組
合
員
の
配
偶
者
及
び
子
以
外
の

親
族
で
、
当
該
従
前
の
組
合
員
と
生
計
を
一
に
し
て
い

る
も
の
と
す
る
。

（
政
令
第
五
十
六
条
の
七
十
二
第
三
号
の
要
件
）

第
二
十
四
条
の
二
十
六
　
政
令
第
五
十
六
条
の
七
十
二
第

三
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
同
号

に
規
定
す
る
特
例
事
業
所
等
に
代
わ
る
も
の
と
認
め
ら

れ
る
他
の
事
業
所
等
に
お
い
て
、
当
該
特
例
事
業
所
等

に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
た
事
業
と
同
種
の
事
業
を
行
う

こ
と
と
す
る
。

第
二
十
四
条
の
二
十
七
　
削
除

（
事
業
所
税
の
徴
収
に
要
す
る
費
用
）

第
二
十
四
条
の
二
十
八
　
法
第
七
百
一
条
の
七
十
三
の
事

業
所
税
の
徴
収
に
要
す
る
費
用
は
、
当
該
年
度
の
歳
入

に
所
属
す
る
事
業
所
税
の
額
の
百
分
の
五
に
相
当
す
る

額
と
す
る
。

（
事
業
所
税
に
係
る
申
告
書
の
様
式
）

第
二
十
四
条
の
二
十
九
　
事
業
所
税
に
つ
い
て
、
法
第
七

百
一
条
の
四
十
六
第
一
項
及
び
第
七
百
一
条
の
四
十
七

第
一
項
の
申
告
書
並
び
に
こ
れ
ら
の
申
告
書
に
係
る
法

第
七
百
一
条
の
四
十
九
第
二
項
の
修
正
申
告
書
の
様
式

は
、
第
四
十
四
号
様
式
（
別
表
一
か
ら
別
表
四
ま
で
）

に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
政
令
第
五
十
六
条
の
八
十
四
の
二
第
三
項
の
床
面
積

の
算
定
等
）

第
二
十
四
条
の
二
十
九
の
二
　
政
令
第
五
十
六
条
の
八
十

四
の
二
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
、
同
項
中
被

災
家
屋
（
同
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
被
災
家
屋

を
い
う
。
次
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

で
区
分
所
有
に
係
る
家
屋
で
あ
る
も
の
又
は
同
条
第
三

項
第
二
号
に
掲
げ
る
区
分
所
有
に
係
る
特
例
適
用
家
屋

の
専
有
部
分
の
床
面
積
の
算
定
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ら

の
家
屋
に
共
用
部
分
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
部
分
の

床
面
積
を
こ
れ
を
共
用
し
て
い
た
又
は
共
用
す
べ
き
各

区
分
所
有
者
の
専
有
部
分
の
床
面
積
の
割
合
に
よ
り
配

分
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
各
区
分
所
有
者
の
専
有
部
分
の

床
面
積
に
算
入
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
政
令
第
五
十
六
条
の
八
十
四
の
二
第
四
項
に
規
定
す

る
総
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と

す
る
。

一
　
被
災
家
屋
を
所
有
し
て
い
た
者
の
氏
名
又
は
名
称

及
び
住
所
又
は
本
店
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
の
所

在
地
、
被
災
家
屋
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
法
第
七
百

二
条
の
四
の
二
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る

家
屋
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
「
代
替
家

屋
」
と
い
う
。
）
の
所
有
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
住

所
又
は
本
店
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及

び
個
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を

識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第

二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
を
い
う
。
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
法
人
番
号
（
同
法

第
二
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
法
人
番
号
を
い
う
。

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
個
人
番
号
又
は
法

人
番
号
を
有
し
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
氏
名
又
は
名

称
及
び
住
所
又
は
本
店
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
）
並
び
に
当
該
被
災
家
屋
及
び
当
該
代
替
家

屋
の
所
在
地
を
記
載
し
た
書
類
並
び
に
当
該
被
災
家

屋
が
震
災
等
（
法
第
七
百
二
条
の
四
の
二
に
規
定
す

る
震
災
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
こ
と
に
つ
い
て

当
該
被
災
家
屋
の
所
在
地
の
市
町
村
長
が
証
す
る
書

類
そ
の
他
の
当
該
被
災
家
屋
が
当
該
震
災
等
に
よ
り

滅
失
し
、
又
は
損
壊
し
た
旨
を
証
す
る
書
類

二
　
被
災
家
屋
が
震
災
等
の
発
生
し
た
日
の
属
す
る
年

の
一
月
一
日
（
当
該
震
災
等
の
発
生
し
た
日
が
一
月

一
日
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
震
災
等
の
発
生
し
た

日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
一
月
一
日
）
を
賦
課
期
日

と
す
る
年
度
の
固
定
資
産
税
に
係
る
固
定
資
産
課
税

台
帳
に
登
録
さ
れ
て
い
た
旨
を
証
す
る
書
類
そ
の
他

の
被
災
家
屋
が
存
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
及
び
代

替
家
屋
の
詳
細
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

三
　
政
令
第
五
十
六
条
の
八
十
四
の
二
第
一
項
第
二
号

か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
（
以
下
こ
の
号
に
お

い
て
「
相
続
人
等
」
と
い
う
。
）
が
、
法
第
七
百
二

条
の
四
の
二
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場

合
に
は
、
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
戸
籍
の

謄
本
又
は
法
人
に
係
る
登
記
事
項
証
明
書
そ
の
他
の

そ
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
相
続
人
等
に
該

当
す
る
旨
を
証
す
る
書
類

（
政
令
第
五
十
六
条
の
八
十
七
第
三
号
の
交
通
施
設
）

第
二
十
四
条
の
三
十
　
政
令
第
五
十
六
条
の
八
十
七
第
三

号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
交
通
施
設
は
、
次

に
掲
げ
る
交
通
施
設
と
す
る
。

一
　
飛
行
場
及
び
航
空
保
安
施
設
（
こ
れ
ら
に
附
帯
す

る
施
設
を
含
む
。
）

二
　
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
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（
法
第
七
百
三
条
の
四
第
六
項
た
だ
し
書
及
び
第
八
項

た
だ
し
書
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
補
正
方

法
）

第
二
十
四
条
の
三
十
の
二
　
法
第
七
百
三
条
の
四
第
六
項

た
だ
し
書
の
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
及
び
同
条

第
八
項
た
だ
し
書
の
固
定
資
産
税
額
等
の
補
正
は
、
補

正
前
の
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
に
均
衡
所
得
割

率
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
補
正
前
の
固
定
資
産
税
額
等

に
均
衡
資
産
割
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
そ
れ
ぞ
れ
所
得

割
額
及
び
資
産
割
額
と
し
て
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者

に
つ
き
算
定
し
た
所
得
割
額
、
資
産
割
額
、
被
保
険
者

均
等
割
額
の
合
算
額
の
総
額
又
は
当
該
世
帯
に
つ
き
算

定
し
た
世
帯
別
平
等
割
額
の
合
計
額
（
次
項
に
お
い
て

「
補
正
前
の
国
民
健
康
保
険
税
の
基
礎
課
税
額
」
と
い

う
。
）
が
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
基
礎
課
税
限
度
額

（
次
項
に
お
い
て
「
基
礎
課
税
限
度
額
」
と
い
う
。
）
を

上
回
る
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
に
つ
い
て
、
基
礎
控

除
後
の
総
所
得
金
額
等
又
は
固
定
資
産
税
額
等
を
減
額

し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
均
衡
所
得
割
率
及
び
均
衡
資
産
割
率
は
、
補

正
前
の
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
に
均
衡
所
得
割

率
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
補
正
前
の
固
定
資
産
税
額
等

に
均
衡
資
産
割
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
そ
れ
ぞ
れ
所
得

割
額
及
び
資
産
割
額
と
し
て
算
定
し
た
世
帯
主
に
対
す

る
補
正
前
の
国
民
健
康
保
険
税
の
基
礎
課
税
額
（
当
該

補
正
前
の
国
民
健
康
保
険
税
の
基
礎
課
税
額
が
基
礎
課

税
限
度
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
世
帯
主
に
対
す

る
国
民
健
康
保
険
税
の
基
礎
課
税
額
を
基
礎
課
税
限
度

額
と
し
て
計
算
し
た
基
礎
課
税
額
）
の
総
額
の
う
ち
所

得
割
総
額
及
び
資
産
割
総
額
が
、
そ
れ
ぞ
れ
法
第
七
百

三
条
の
四
第
三
項
の
標
準
基
礎
課
税
総
額
の
う
ち
所
得

割
総
額
及
び
資
産
割
総
額
に
等
し
く
な
る
よ
う
計
算
し

て
得
た
率
と
す
る
。

（
法
第
七
百
三
条
の
四
第
十
五
項
た
だ
し
書
及
び
第
十

六
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
補
正

方
法
）

第
二
十
四
条
の
三
十
の
三
　
法
第
七
百
三
条
の
四
第
十
五

項
た
だ
し
書
の
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
及
び
同

条
第
十
六
項
た
だ
し
書
の
固
定
資
産
税
額
等
の
補
正

は
、
補
正
前
の
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
に
均
衡

所
得
割
率
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
補
正
前
の
固
定
資
産

税
額
等
に
均
衡
資
産
割
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
そ
れ
ぞ

れ
所
得
割
額
及
び
資
産
割
額
と
し
て
世
帯
に
属
す
る
被

保
険
者
に
つ
き
算
定
し
た
所
得
割
額
、
資
産
割
額
、
被

保
険
者
均
等
割
額
の
合
算
額
の
総
額
又
は
当
該
世
帯
に

つ
き
算
定
し
た
世
帯
別
平
等
割
額
の
合
計
額
（
次
項
に

お
い
て
「
補
正
前
の
国
民
健
康
保
険
税
の
後
期
高
齢
者

支
援
金
等
課
税
額
」
と
い
う
。
）
が
同
条
第
十
五
項
に

規
定
す
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
限
度
額
（
次
項

に
お
い
て
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
限
度
額
」
と

い
う
。
）
を
上
回
る
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
に
つ
い

て
、
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
又
は
固
定
資
産
税

額
等
を
減
額
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
均
衡
所
得
割
率
及
び
均
衡
資
産
割
率
は
、
補

正
前
の
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
に
均
衡
所
得
割

率
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
補
正
前
の
固
定
資
産
税
額
等

に
均
衡
資
産
割
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
そ
れ
ぞ
れ
所
得

割
額
及
び
資
産
割
額
と
し
て
算
定
し
た
世
帯
主
に
対
す

る
補
正
前
の
国
民
健
康
保
険
税
の
後
期
高
齢
者
支
援
金

等
課
税
額
（
当
該
補
正
前
の
国
民
健
康
保
険
税
の
後
期

高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
が
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課

税
限
度
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
世
帯
主
に
対
す

る
国
民
健
康
保
険
税
の
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額

を
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
限
度
額
と
し
て
計
算
し

た
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
）
の
総
額
の
う
ち
所

得
割
総
額
及
び
資
産
割
総
額
が
、
そ
れ
ぞ
れ
法
第
七
百

三
条
の
四
第
十
二
項
の
標
準
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課

税
総
額
の
う
ち
所
得
割
総
額
及
び
資
産
割
総
額
に
等
し

く
な
る
よ
う
計
算
し
て
得
た
率
と
す
る
。

（
法
第
七
百
三
条
の
四
第
二
十
三
項
た
だ
し
書
及
び
第

二
十
四
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る

補
正
方
法
）

第
二
十
四
条
の
三
十
の
四
　
法
第
七
百
三
条
の
四
第
二
十

三
項
た
だ
し
書
の
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
及
び

同
条
第
二
十
四
項
た
だ
し
書
の
固
定
資
産
税
額
等
の
補

正
は
、
補
正
前
の
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
に
均

衡
所
得
割
率
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
補
正
前
の
固
定
資

産
税
額
等
に
均
衡
資
産
割
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
そ
れ

ぞ
れ
所
得
割
額
及
び
資
産
割
額
と
し
て
世
帯
に
属
す
る

介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
つ
き
算
定
し
た
所
得
割

額
、
資
産
割
額
、
被
保
険
者
均
等
割
額
の
合
算
額
の
総

額
又
は
当
該
世
帯
に
つ
き
算
定
し
た
世
帯
別
平
等
割
額

の
合
計
額
（
次
項
に
お
い
て
「
補
正
前
の
国
民
健
康
保

険
税
の
介
護
納
付
金
課
税
額
」
と
い
う
。
）
が
同
条
第

二
十
三
項
に
規
定
す
る
介
護
納
付
金
課
税
限
度
額
（
次

項
に
お
い
て
「
介
護
納
付
金
課
税
限
度
額
」
と
い
う
。
）

を
上
回
る
世
帯
に
属
す
る
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者

に
つ
い
て
、
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
又
は
固
定

資
産
税
額
等
を
減
額
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
均
衡
所
得
割
率
及
び
均
衡
資
産
割
率
は
、
補

正
前
の
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
に
均
衡
所
得
割

率
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
補
正
前
の
固
定
資
産
税
額
等

に
均
衡
資
産
割
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
そ
れ
ぞ
れ
所
得

割
額
及
び
資
産
割
額
と
し
て
算
定
し
た
世
帯
主
に
対
す

る
補
正
前
の
国
民
健
康
保
険
税
の
介
護
納
付
金
課
税
額

（
当
該
補
正
前
の
国
民
健
康
保
険
税
の
介
護
納
付
金
課

税
額
が
介
護
納
付
金
課
税
限
度
額
を
超
え
る
場
合
に

は
、
当
該
世
帯
主
に
対
す
る
国
民
健
康
保
険
税
の
介
護

納
付
金
課
税
額
を
介
護
納
付
金
課
税
限
度
額
と
し
て
計

算
し
た
介
護
納
付
金
課
税
額
）
の
総
額
の
う
ち
介
護
納

付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
所
得
割
総
額
及
び
資
産
割

総
額
が
、
そ
れ
ぞ
れ
法
第
七
百
三
条
の
四
第
二
十
項
の

標
準
介
護
納
付
金
課
税
総
額
の
う
ち
所
得
割
総
額
及
び

資
産
割
総
額
に
等
し
く
な
る
よ
う
計
算
し
て
得
た
率
と

す
る
。

（
政
令
第
五
十
六
条
の
八
十
九
第
四
項
第
二
号
に
規
定

す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
）

第
二
十
四
条
の
三
十
の
五
　
政
令
第
五
十
六
条
の
八
十
九

第
四
項
第
二
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合

は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
と
す

る
。

一
　
被
保
険
者
が
出
産
し
た
後
に
、
そ
の
者
の
属
す
る

世
帯
の
納
税
義
務
者
が
、
市
町
村
長
に
対
し
、
同
項

第
一
号
に
規
定
す
る
所
得
割
額
及
び
被
保
険
者
均
等

割
額
の
減
額
の
実
施
に
必
要
な
事
項
を
届
け
出
た

場
合

二
　
被
保
険
者
が
出
産
し
た
後
に
、
そ
の
者
の
属
す
る

世
帯
の
納
税
義
務
者
に
よ
る
前
号
の
届
出
が
行
わ
れ

て
い
な
い
場
合
で
あ
つ
て
、
市
町
村
長
が
、
当
該
減

額
の
実
施
に
必
要
な
事
項
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

た
場
合

（
老
齢
等
年
金
給
付
の
年
額
の
算
定
方
法
）

第
二
十
四
条
の
三
十
一
　
政
令
第
五
十
六
条
の
八
十
九
の

二
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
は
、
当
該
被
保
険
者
で
あ
る

世
帯
主
が
特
別
徴
収
対
象
被
保
険
者
で
あ
る
か
ど
う
か

の
判
定
を
行
う
月
分
と
し
て
支
払
を
受
け
る
こ
と
と
な

つ
て
い
る
当
該
世
帯
主
に
係
る
老
齢
等
年
金
給
付
の
額

に
相
当
す
る
額
に
十
二
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

（
市
町
村
の
特
別
徴
収
の
通
知
）

第
二
十
四
条
の
三
十
二
　
法
第
七
百
十
八
条
の
三
第
一
項

（
法
第
七
百
十
八
条
の
六
、
第
七
百
十
八
条
の
七
第
三

項
及
び
第
七
百
十
八
条
の
八
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替

え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
総
務
省

令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
特
別
徴
収
対
象
被
保
険
者
の
氏
名
、
性
別
、
生
年

月
日
及
び
住
所

二
　
特
別
徴
収
対
象
年
金
給
付
の
種
類
及
び
額
並
び
に

当
該
特
別
徴
収
対
象
被
保
険
者
に
係
る
老
齢
等
年
金

給
付
の
支
払
を
す
る
者
（
以
下
「
年
金
保
険
者
」
と

い
う
。
）
の
名
称

（
支
払
回
数
割
保
険
税
額
の
端
数
計
算
）

第
二
十
四
条
の
三
十
三
　
法
第
七
百
十
八
条
の
三
第
二
項

に
規
定
す
る
支
払
回
数
割
保
険
税
額
を
計
算
す
る
場
合

に
お
い
て
、
そ
の
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と

き
、
又
は
そ
の
全
額
が
百
円
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
そ

の
端
数
金
額
又
は
そ
の
全
額
は
、
す
べ
て
当
該
年
度
の

十
月
一
日
以
降

初
に
支
払
わ
れ
る
老
齢
等
年
金
給
付

に
係
る
支
払
回
数
割
保
険
税
額
に
合
算
す
る
も
の
と
す

る
。

（
市
町
村
が
年
金
保
険
者
等
に
対
す
る
通
知
を
行
う
事

由
等
）

第
二
十
四
条
の
三
十
四
　
法
第
七
百
十
八
条
の
五
第
一
項

（
法
第
七
百
十
八
条
の
六
、
第
七
百
十
八
条
の
七
第
三

項
及
び
第
七
百
十
八
条
の
八
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替

え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ

る
場
合
と
す
る
。

一
　
当
該
特
別
徴
収
対
象
被
保
険
者
に
係
る
当
該
年
度

分
の
国
民
健
康
保
険
税
額
が
、
法
第
七
百
十
八
条
の

三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
年
金
保
険
者
に
対
し
て
通

知
さ
れ
た
後
の
当
該
年
度
中
に
減
額
さ
れ
た
場
合

二
　
災
害
そ
の
他
の
特
別
の
事
情
が
生
じ
た
こ
と
に
よ

り
、
当
該
特
別
徴
収
対
象
被
保
険
者
に
つ
い
て
特
別

徴
収
の
方
法
に
よ
り
国
民
健
康
保
険
税
を
徴
収
す
る

こ
と
が
適
当
で
な
い
と
市
町
村
が
認
め
た
場
合

第
二
十
四
条
の
三
十
五
　
法
第
七
百
十
八
条
の
五
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
市
町
村
か
ら
年
金
保
険
者
へ
の
通
知

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
通
知
に
係
る
特
別
徴
収
対
象
被
保
険
者
の
氏

名
、
性
別
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
当
該
特
別
徴
収
対
象
被
保
険
者
に
つ
い
て
特
別
徴

収
を
行
わ
な
い
こ
と
と
す
る
旨
及
び
そ
の
理
由

三
　
特
別
徴
収
対
象
年
金
給
付
の
種
類
及
び
年
金
保
険

者
の
名
称

（
法
第
七
百
十
八
条
の
七
第
一
項
の
支
払
回
数
割
保
険

税
額
に
相
当
す
る
額
）

第
二
十
四
条
の
三
十
六
　
法
第
七
百
十
八
条
の
七
第
一
項

に
規
定
す
る
支
払
回
数
割
保
険
税
額
に
相
当
す
る
額

は
、
当
該
年
度
の
前
年
度
の

後
に
行
わ
れ
た
特
別
徴

収
対
象
年
金
給
付
の
支
払
に
係
る
支
払
回
数
割
保
険
税

額
と
す
る
。

（
年
金
保
険
者
が
特
別
徴
収
対
象
保
険
税
額
の
納
入
の

義
務
を
負
わ
な
く
な
る
事
由
等
）

第
二
十
四
条
の
三
十
七
　
法
第
七
百
十
八
条
の
九
第
一
項

に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
特
別
徴
収

対
象
年
金
給
付
の
支
払
額
が
当
該
支
払
に
係
る
次
の
各

号
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
に
満
た
な
い
場
合
と
す
る
。
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一
　
法
第
七
百
十
八
条
の
三
第
二
項
（
法
第
七
百
十
八

条
の
六
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
、
第
七
百
十
八
条
の
七
第
一
項
及
び
第
七
百
十

八
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
支
払
回
数
割
保
険
税

額
、
支
払
回
数
割
保
険
税
額
に
相
当
す
る
額
及
び
支

払
回
数
割
保
険
税
額
の
見
込
額

二
　
介
護
保
険
法
第
百
三
十
五
条
第
三
項
、
第
百
三
十

六
条
第
一
項
（
介
護
保
険
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政

令
第
四
百
十
二
号
）
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
及
び

第
四
十
五
条
の
三
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
及
び
第
百
四
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
支
払
回
数
割
保
険
料
額
の
見
込
額
、
支
払
回
数
割

保
険
料
額
及
び
支
払
回
数
割
保
険
料
額
に
相
当
す

る
額

２
　
法
第
七
百
十
八
条
の
九
第
二
項
に
規
定
す
る
通
知

は
、
速
や
か
に
行
う
も
の
と
す
る
。

３
　
法
第
七
百
十
八
条
の
九
第
二
項
に
規
定
す
る
総
務
省

令
で
定
め
る
者
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
係
る

特
別
徴
収
対
象
被
保
険
者
と
す
る
。

（
法
第
七
百
三
十
一
条
第
三
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る

納
税
義
務
者
）

第
二
十
四
条
の
三
十
八
　
法
第
七
百
三
十
一
条
第
三
項
に

規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
納
税
義
務
者
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
見
込

ま
れ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
法
第
七
百
三
十
一
条
第
三
項
の
条
例
の
施
行
後
五

年
間
に
係
る
当
該
納
税
義
務
者
（
納
税
義
務
者
と
な

る
べ
き
者
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対

し
て
課
す
べ
き
当
該
法
定
外
目
的
税
の
課
税
標
準
の

合
計
が
、
当
該
期
間
に
係
る
当
該
法
定
外
目
的
税
の

課
税
標
準
の
合
計
の
十
分
の
一
を
超
え
る
こ
と
。

二
　
前
号
の
期
間
の
う
ち
、
当
該
納
税
義
務
者
に
対
し

て
課
す
べ
き
当
該
法
定
外
目
的
税
の
課
税
標
準
が
当

該
法
定
外
目
的
税
の
課
税
標
準
の
十
分
の
一
を
超
え

る
年
が
三
以
上
あ
る
こ
と
。

（
書
面
等
地
方
税
関
係
申
告
等
及
び
書
面
等
以
外
地
方

税
関
係
申
告
等
）

第
二
十
四
条
の
三
十
九
　
地
方
団
体
の
長
は
、
書
面
等
地

方
税
関
係
申
告
等
（
法
第
七
百
四
十
七
条
の
二
第
一
項

に
規
定
す
る
書
面
等
地
方
税
関
係
申
告
等
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
又
は
書
面
等
以
外
地
方
税
関
係
申
告
等

（
法
第
七
百
四
十
七
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
書
面

等
以
外
地
方
税
関
係
申
告
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

を
地
方
税
関
係
手
続
用
電
子
情
報
処
理
組
織
（
法
第
七

百
六
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
地
方
税
関
係
手
続
用

電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
使
用

し
、
か
つ
、
機
構
を
経
由
し
て
行
わ
せ
る
場
合
に
は
、

情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
お
け
る
安
全
性
及
び
信
頼

性
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
基
準
と
し
て
総
務
大
臣

が
定
め
る
基
準
に
従
つ
て
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。

２
　
法
第
七
百
四
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
地

方
税
関
係
手
続
用
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
書

面
等
地
方
税
関
係
申
告
等
を
行
う
者
は
、
書
面
等
地
方

税
関
係
申
告
等
を
書
面
等
（
法
第
七
百
四
十
七
条
の
二

第
一
項
に
規
定
す
る
書
面
等
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
よ
り
行
う
と
き
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ

れ
て
い
る
事
項
を
、
書
面
等
地
方
税
関
係
申
告
等
を
行

う
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
入
力
し
て
、
書

面
等
地
方
税
関
係
申
告
等
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

３
　
法
第
七
百
四
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
地

方
税
関
係
手
続
用
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
書

面
等
以
外
地
方
税
関
係
申
告
等
を
行
う
者
は
、
書
面
等

以
外
地
方
税
関
係
申
告
等
を
行
う
と
き
に
通
知
す
べ
き

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
、
書
面
等
以
外
地
方
税
関

係
申
告
等
を
行
う
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら

入
力
し
て
、
書
面
等
以
外
地
方
税
関
係
申
告
等
を
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
書
面
等
地
方
税
関
係
申
告
等

を
行
う
者
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
書
面
等
以
外
地
方

税
関
係
申
告
等
を
行
う
者
は
、
当
該
書
面
等
地
方
税
関

係
申
告
等
又
は
書
面
等
以
外
地
方
税
関
係
申
告
等
の
情

報
に
電
子
署
名
（
当
該
書
面
等
地
方
税
関
係
申
告
等
又

は
書
面
等
以
外
地
方
税
関
係
申
告
等
を
行
う
者
が
法
人

で
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
法
人
の
代
表
者
が
あ
ら

か
じ
め
機
構
を
通
じ
て
地
方
団
体
の
長
に
当
該
書
面
等

地
方
税
関
係
申
告
等
又
は
書
面
等
以
外
地
方
税
関
係
申

告
等
の
提
出
の
委
任
に
関
す
る
届
出
を
行
つ
た
場
合
に

は
、
当
該
委
任
を
受
け
た
者
（
当
該
法
人
の
役
員
及
び

職
員
に
限
る
。
）
の
電
子
署
名
を
含
む
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
い
、
当
該
電
子
署
名
を
行
つ

た
者
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
証
す
る
電
子

証
明
書
と
併
せ
て
こ
れ
を
送
信
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
方
法
に
よ
り
当

該
書
面
等
地
方
税
関
係
申
告
等
又
は
書
面
等
以
外
地
方

税
関
係
申
告
等
を
行
つ
た
者
を
確
認
す
る
た
め
の
措
置

を
講
ず
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

５
　
前
項
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義

は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
　
電
子
署
名
　
電
子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体

情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
三
号
）
第
二
条
第
一

項
又
は
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に

規
定
す
る
電
子
署
名
を
い
う
。

二
　
電
子
証
明
書
　
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

イ
　
電
子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス

テ
ム
機
構
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第

一
項
に
規
定
す
る
署
名
用
電
子
証
明
書

ロ
　
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
第
八

条
に
規
定
す
る
認
定
認
証
事
業
者
が
作
成
し
た
電

子
証
明
書
（
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る

法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年
総
務
省
・
法
務

省
・
経
済
産
業
省
令
第
二
号
）
第
四
条
第
一
号
に

規
定
す
る
電
子
証
明
書
を
い
う
。
）

ハ
　
商
業
登
記
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
二
十

五
号
）
第
十
二
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規

定
に
基
づ
き
登
記
官
が
作
成
し
た
電
子
証
明
書

ニ
　
そ
の
他
総
務
大
臣
が
定
め
る
も
の

（
特
定
書
面
等
地
方
税
関
係
通
知
及
び
特
定
地
方
税
関

係
通
知
等
）

第
二
十
四
条
の
四
十
　
法
第
七
百
四
十
七
条
の
四
第
一
項

に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ

る
も
の
の
う
ち
、
地
方
税
関
係
法
令
（
法
第
七
百
四
十

七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
税
関
係
法
令
を
い

う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
書
面
等

に
よ
り
行
う
こ
と
そ
の
他
の
方
法
が
規
定
さ
れ
て
い
る

も
の
と
す
る
。

一
　
法
第
二
十
条
の
十
一
の
規
定
に
よ
る
資
料
の
提
供

二
　
法
第
四
十
六
条
第
五
項
、
第
六
十
三
条
第
一
項
、

第
七
十
二
条
の
四
十
九
の
二
、
第
七
十
二
条
の
五
十

九
第
一
項
、
第
三
百
二
十
五
条
、
第
三
百
五
十
四
条

の
二
、
第
六
百
五
条
及
び
第
七
百
一
条
の
五
十
五
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
関
係
書
類
の
閲
覧
又
は
記
録

三
　
法
第
五
十
三
条
第
六
十
二
項
及
び
第
六
十
三
項
の

規
定
に
よ
る
通
知

四
　
法
第
五
十
八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
通
知

五
　
法
第
六
十
三
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ

る
通
知

六
　
法
第
七
十
二
条
の
四
十
八
の
二
第
八
項
及
び
第
十

二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知

七
　
法
第
二
百
九
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知

八
　
法
第
三
百
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
通
知

九
　
法
第
三
百
二
十
一
条
の
十
四
第
六
項
の
規
定
に
よ

る
通
知

十
　
法
附
則
第
七
条
第
五
項
及
び
第
十
二
項
に
規
定
す

る
申
告
特
例
通
知
書
の
送
付

十
一
　
政
令
第
二
十
四
条
の
三
第
六
項
（
政
令
第
二
十

四
条
の
四
第
八
項
、
第
二
十
四
条
の
四
の
二
、
第
二

十
四
条
の
四
の
三
第
三
項
及
び
第
二
十
四
条
の
五
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る

通
知

２
　
法
第
七
百
四
十
七
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務

省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の

う
ち
、
地
方
税
関
係
法
令
の
規
定
に
よ
り
書
面
等
に
よ

り
行
う
こ
と
そ
の
他
の
方
法
が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の

以
外
の
も
の
を
い
う
。

３
　
行
政
機
関
の
長
（
法
第
七
百
四
十
七
条
の
四
第
一
項

に
規
定
す
る
行
政
機
関
の
長
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
は
、
特
定
書
面
等
地
方
税
関
係
通
知

（
法
第
七
百
四
十
七
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定

書
面
等
地
方
税
関
係
通
知
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又

は
特
定
地
方
税
関
係
通
知
等
（
法
第
七
百
四
十
七
条
の

五
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
地
方
税
関
係
通
知
等
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
を
地
方
税
関
係
手
続
用
電
子
情
報

処
理
組
織
を
使
用
し
、
か
つ
、
機
構
を
経
由
し
て
行
う

場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
基
準
に
従
つ
て
行
う
も
の
と

す
る
。

一
　
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
順
序
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
こ

と
。

イ
　
機
構
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
、
行
政
機

関
の
長
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ

た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
特
定
書
面
等
地
方
税

関
係
通
知
又
は
特
定
地
方
税
関
係
通
知
等
を
行
う

と
き
に
通
知
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項

（
ロ
及
び
ハ
に
お
い
て
「
通
知
事
項
」
と
い
う
。
）

を
送
信
す
る
こ
と
。

ロ
　
機
構
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
お
い
て
、

通
知
事
項
に
係
る
通
信
の
交
換
が
行
わ
れ
、
他
の

行
政
機
関
の
長
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
伝

送
さ
れ
る
こ
と
。

ハ
　
当
該
他
の
行
政
機
関
の
長
の
使
用
に
係
る
電
子

計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
通
知
事
項
が

記
録
さ
れ
る
こ
と
。

二
　
前
号
の
事
務
の
実
施
に
必
要
な
電
気
通
信
回
線
そ

の
他
の
電
気
通
信
設
備
は
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
技

術
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
情
報
通
信
の
技

術
の
利
用
に
お
け
る
安
全
性
及
び
信
頼
性
を
確
保
す

る
た
め
に
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
総
務
大
臣
が
定

め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
政
令
第
五
十
七
条
の
五
第
一
項
の
特
定
徴
収
金
の
納

付
又
は
納
入
に
関
す
る
事
項
）

第
二
十
四
条
の
四
十
一
　
政
令
第
五
十
七
条
の
五
第
一
項

に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
地
方
団
体
の
徴
収
金
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当

該
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。
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一
　
第
二
十
四
条
の
四
十
三
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す

る
方
法
に
よ
り
納
付
し
、
又
は
納
入
す
る
地
方
団
体

の
徴
収
金
　
同
号
に
規
定
す
る
符
号

二
　
第
二
十
四
条
の
四
十
三
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す

る
方
法
に
よ
り
納
付
し
、
又
は
納
入
す
る
地
方
団
体

の
徴
収
金
　
同
号
柱
書
に
規
定
す
る
符
号

（
政
令
第
五
十
七
条
の
五
第
二
項
の
特
定
徴
収
金
に
関

す
る
事
項
の
地
方
団
体
へ
の
通
知
等
）

第
二
十
四
条
の
四
十
二
　
政
令
第
五
十
七
条
の
五
第
二
項

に
規
定
す
る
特
定
徴
収
金
に
関
す
る
事
項
で
総
務
省
令

で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
法
第
七
百
四
十
七
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
特

定
徴
収
金
（
以
下
「
特
定
徴
収
金
」
と
い
う
。
）
の

納
付
又
は
納
入
を
行
つ
た
者
の
名
称
（
次
条
第
一
項

第
一
号
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
納
付
し
、
又
は
納

入
す
る
場
合
に
限
る
。
）

二
　
特
定
徴
収
金
の
納
付
又
は
納
入
が
行
わ
れ
た
日

三
　
特
定
徴
収
金
の
収
納
を
行
つ
た
法
第
七
百
四
十
七

条
の
六
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
金
融
機
関
等
（
第

三
十
一
条
の
五
第
四
号
及
び
第
三
十
一
条
の
六
第
四

号
に
お
い
て
「
特
定
金
融
機
関
等
」
と
い
う
。
）
又

は
特
定
徴
収
金
の
納
付
若
し
く
は
納
入
の
委
託
を
受

け
た
法
第
七
百
四
十
七
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る

機
構
指
定
納
付
受
託
者
（
以
下
「
機
構
指
定
納
付
受

託
者
」
と
い
う
。
）
の
名
称
そ
の
他
の
こ
れ
ら
の
者

を
識
別
す
る
た
め
の
事
項

四
　
特
定
徴
収
金
の
税
目
（
税
目
を
識
別
す
る
た
め
の

符
号
そ
の
他
の
事
項
を
含
む
。
）
及
び
金
額

五
　
前
条
第
一
号
又
は
第
二
号
に
規
定
す
る
符
号

六
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

２
　
政
令
第
五
十
七
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
機
構
が

収
納
し
た
特
定
徴
収
金
に
つ
い
て
は
、
同
項
に
規
定
す

る
地
方
団
体
の
会
計
管
理
者
又
は
地
方
自
治
法
施
行
令

第
百
六
十
八
条
第
六
項
に
規
定
す
る
当
該
地
方
団
体
の

指
定
金
融
機
関
、
指
定
代
理
金
融
機
関
、
収
納
代
理
金

融
機
関
若
し
く
は
収
納
事
務
取
扱
金
融
機
関
の
う
ち
地

方
団
体
が
指
定
し
た
も
の
に
払
い
込
む
も
の
と
す
る
。

３
　
政
令
第
五
十
七
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
通
知
及

び
払
込
み
は
、
特
定
徴
収
金
及
び
特
定
徴
収
金
に
関
す

る
情
報
の
取
扱
い
に
お
け
る
安
全
性
及
び
信
頼
性
を
確

保
す
る
た
め
に
必
要
な
基
準
と
し
て
総
務
大
臣
が
定
め

る
基
準
に
従
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
法
第
七
百
四
十
七
条
の
六
第
二
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
方
法
）

第
二
十
四
条
の
四
十
三
　
法
第
七
百
四
十
七
条
の
六
第
二

項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
の
各

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
法
と
す
る
。

一
　
機
構
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
電
気
通
信
回

線
を
通
じ
て
通
信
で
き
る
機
能
を
備
え
た
電
子
計
算

機
か
ら
、
地
方
団
体
の
徴
収
金
の
納
付
若
し
く
は
納

入
の
手
続
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
入
出
力
用
プ

ロ
グ
ラ
ム
又
は
こ
れ
と
同
様
の
機
能
を
有
す
る
も
の

を
使
用
し
て
地
方
団
体
の
徴
収
金
の
納
付
又
は
納
入

に
関
す
る
書
類
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

事
項
を
機
構
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
送
信
し

た
上
で
、
機
構
か
ら
得
た
個
々
の
納
付
又
は
納
入
を

識
別
す
る
た
め
に
当
該
事
項
に
基
づ
き
機
構
が
割
り

当
て
る
符
号
を
用
い
て
納
付
し
、
又
は
納
入
す
る

方
法

二
　
地
方
団
体
の
徴
収
金
の
納
付
又
は
納
入
に
関
す
る

書
類
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
符
号
が
記
載
さ
れ
て
い

る
も
の
又
は
次
に
掲
げ
る
符
号
を
用
い
て
納
付
し
、

又
は
納
入
す
る
方
法

イ
　
ロ
に
掲
げ
る
符
号
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て

機
構
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
送
信
す
る
た

め
の
符
号

ロ
　
個
々
の
納
付
又
は
納
入
を
識
別
す
る
た
め
に
地

方
団
体
が
割
り
当
て
る
符
号

２
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
地
方

団
体
の
徴
収
金
の
納
付
又
は
納
入
を
行
お
う
と
す
る
者

の
う
ち
、
地
方
団
体
の
徴
収
金
の
納
付
若
し
く
は
納
入

の
手
続
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
入
出
力
用
プ
ロ
グ

ラ
ム
又
は
こ
れ
と
同
様
の
機
能
を
有
す
る
も
の
の
み
を

使
用
し
て
地
方
団
体
の
徴
収
金
の
納
付
又
は
納
入
の
手

続
を
行
お
う
と
す
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
あ

ら
か
じ
め
機
構
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
住
所
又
は
居
所

二
　
地
方
団
体
の
徴
収
金
の
納
付
又
は
納
入
の
手
続
に

利
用
す
る
預
金
口
座
又
は
貯
金
口
座
の
あ
る
金
融
機

関
の
名
称
並
び
に
当
該
口
座
の
種
別
及
び
口
座
番
号

三
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

（
法
第
七
百
四
十
七
条
の
六
第
三
項
の
総
務
省
令
で
定

め
る
基
準
）

第
二
十
四
条
の
四
十
四
　
法
第
七
百
四
十
七
条
の
六
第
三

項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
地
方
団

体
の
徴
収
金
の
収
納
の
事
務
を
行
う
た
め
の
総
務
大
臣

が
定
め
る
役
務
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す

る
。

（
政
令
第
五
十
七
条
の
五
の
二
第
三
項
の
特
定
徴
収
金

に
関
す
る
事
項
）

第
二
十
四
条
の
四
十
五
　
政
令
第
五
十
七
条
の
五
の
二
第

三
項
に
規
定
す
る
特
定
徴
収
金
に
関
す
る
事
項
で
総
務

省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
第
二
十
四
条
の
四
十
二
第
一

項
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
規
定
す
る
事
項
と
す

る
。

（
機
構
指
定
納
付
受
託
者
に
対
す
る
通
知
）

第
二
十
四
条
の
四
十
六
　
法
第
七
百
四
十
七
条
の
七
に
規

定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
の
通
知
と
す
る
。

一
　
地
方
団
体
の
徴
収
金
の
納
付
若
し
く
は
納
入
に
関

す
る
書
類
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項

又
は
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
そ
の
他
の
当
該
徴
収
金

を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
（
第
二
十
四
条
の

四
十
三
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
柱
書
に
規
定
す

る
符
号
を
含
む
。
）

二
　
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
事
項

イ
　
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
番
号
及
び
有
効
期
限
そ

の
他
当
該
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
を
使
用
す
る
方
法

に
よ
る
決
済
に
関
し
必
要
な
事
項

ロ
　
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
番
号
、
記
号

そ
の
他
の
符
号
を
通
知
す
る
方
法
（
イ
に
規
定
す

る
方
法
を
除
く
。
）
に
よ
る
決
済
に
関
し
必
要
な

事
項

（
機
構
指
定
納
付
受
託
者
の
指
定
の
手
続
）

第
二
十
四
条
の
四
十
七
　
法
第
七
百
四
十
七
条
の
八
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
機
構
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
そ
の
名
称
、
住
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
そ
の
他

機
構
が
必
要
と
認
め
る
事
項
を
記
載
し
た
申
出
書
を
機

構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
機
構
は
、
前
項
の
申
出
書
の
提
出
が
あ
つ
た
場
合
に

お
い
て
、
そ
の
申
出
に
つ
き
指
定
を
し
た
と
き
は
そ
の

旨
を
、
指
定
を
し
な
い
こ
と
と
し
た
と
き
は
そ
の
旨
及

び
そ
の
理
由
を
、
当
該
申
出
書
を
提
出
し
た
者
に
通
知

す
る
も
の
と
す
る
。

（
納
付
又
は
納
入
の
受
託
の
手
続
）

第
二
十
四
条
の
四
十
八
　
機
構
指
定
納
付
受
託
者
は
、
法

第
七
百
四
十
七
条
の
七
の
規
定
に
よ
り
特
定
徴
収
金
を

納
付
し
、
又
は
納
入
し
よ
う
と
す
る
者
の
委
託
を
受
け

た
と
き
は
、
当
該
特
定
徴
収
金
を
納
付
し
、
又
は
納
入

し
よ
う
と
す
る
者
に
、
そ
の
旨
を
電
子
情
報
処
理
組
織

を
使
用
し
て
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
機
構
指
定
納
付
受
託
者
は
、
同
項
に
規
定
す

る
委
託
を
受
け
た
特
定
徴
収
金
に
係
る
第
二
十
四
条
の

四
十
六
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
が
記
録
さ
れ
た
電
磁
的

記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
の
人
の
知

覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作

ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処

理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
を
保
存
す
る
も

の
と
す
る
。

（
機
構
指
定
納
付
受
託
者
の
指
定
に
係
る
通
知
事
項
等
）

第
二
十
四
条
の
四
十
九
　
法
第
七
百
四
十
七
条
の
八
第
二

項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
機
構
が

同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
た
日
と
す
る
。

（
機
構
指
定
納
付
受
託
者
の
名
称
等
の
変
更
の
届
出
）

第
二
十
四
条
の
五
十
　
機
構
指
定
納
付
受
託
者
は
、
そ
の

名
称
、
住
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
を
変
更
し
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
法
第
七
百
四
十
七
条
の
八
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
機
構
が
定
め
る
日
ま
で
に
、
そ
の
旨
を
記
載

し
た
届
出
書
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
機
構
指
定
納
付
受
託
者
の
報
告
）

第
二
十
四
条
の
五
十
一
　
機
構
指
定
納
付
受
託
者
は
、
法

第
七
百
四
十
七
条
の
十
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
機
構
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
報
告
の
対
象
と
な
つ
た
期
間
並
び
に
当
該
期
間
に

お
い
て
法
第
七
百
四
十
七
条
の
七
の
規
定
に
よ
り
特

定
徴
収
金
を
納
付
し
、
又
は
納
入
し
よ
う
と
す
る
者

の
委
託
を
受
け
た
件
数
、
合
計
額
及
び
納
付
年
月
日

二
　
前
号
の
期
間
に
お
い
て
受
け
た
同
号
の
委
託
に
係

る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
第
二
十
四
条
の
四
十
六
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項

ロ
　
特
定
徴
収
金
を
納
付
し
、
又
は
納
入
し
よ
う
と

す
る
者
か
ら
法
第
七
百
四
十
七
条
の
七
の
規
定
に

よ
り
委
託
を
受
け
た
年
月
日

（
機
構
指
定
納
付
受
託
者
が
受
け
た
委
託
に
関
す
る
事

項
の
地
方
団
体
へ
の
通
知
）

第
二
十
四
条
の
五
十
二
　
機
構
は
、
法
第
七
百
四
十
七
条

の
十
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
前
条
各
号
に
掲
げ
る
事

項
及
び
同
条
の
報
告
を
行
つ
た
機
構
指
定
納
付
受
託
者

の
名
称
そ
の
他
の
当
該
者
を
識
別
す
る
た
め
の
事
項
を

同
項
に
規
定
す
る
地
方
団
体
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
機
構
指
定
納
付
受
託
者
に
対
す
る
報
告
の
徴
求
）

第
二
十
四
条
の
五
十
三
　
機
構
は
、
機
構
指
定
納
付
受
託

者
に
対
し
、
法
第
七
百
四
十
七
条
の
十
一
第
二
項
の
報

告
を
求
め
る
と
き
は
、
報
告
す
べ
き
事
項
、
報
告
の
期

限
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
明
示
す
る
も
の
と
す
る
。

（
機
構
指
定
納
付
受
託
者
の
指
定
取
消
の
通
知
）

第
二
十
四
条
の
五
十
四
　
機
構
は
、
法
第
七
百
四
十
七
条

の
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
取
消
し
を
し
た

と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
当
該
指
定
の
取
消

し
を
受
け
た
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
地
方
税
関
係
帳
簿
等
の
電
磁
的
記
録
に
よ
る
保
存
等
）

第
二
十
五
条
　
法
第
七
百
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
地
方
税
関
係
帳
簿
（
同
項
に
規
定
す
る
地
方
税
関
係

帳
簿
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
係
る
電
磁
的
記
録
（
同
項
に
規
定
す
る
電
磁

的
記
録
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
備
付
け
及
び
保
存
を
も
つ
て
当

該
地
方
税
関
係
帳
簿
の
備
付
け
及
び
保
存
に
代
え
よ
う

と
す
る
同
項
各
号
に
掲
げ
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
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（
当
該
者
が
特
定
要
件
に
従
つ
て
当
該
電
磁
的
記
録
の

備
付
け
及
び
保
存
を
行
つ
て
い
る
場
合
に
は
、
第
三
号

に
掲
げ
る
要
件
を
除
く
。
）
に
従
つ
て
当
該
電
磁
的
記

録
の
備
付
け
及
び
保
存
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
地
方
税
関
係
帳
簿
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
備

付
け
及
び
保
存
に
併
せ
て
、
次
に
掲
げ
る
書
類
（
当

該
地
方
税
関
係
帳
簿
に
係
る
電
子
計
算
機
処
理
（
電

子
計
算
機
を
使
用
し
て
行
わ
れ
る
情
報
の
入
力
、
蓄

積
、
編
集
、
加
工
、
修
正
、
更
新
、
検
索
、
消
去
、

出
力
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
処
理
を
い
う
。
以
下
こ

の
条
及
び
第
二
十
七
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
当
該

法
第
七
百
四
十
八
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
が
開

発
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
電
子
計
算
機
に
対
す
る
指
令

で
あ
つ
て
、
一
の
結
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
組
み
合
わ
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及

び
第
五
項
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外
の
プ
ロ

グ
ラ
ム
を
使
用
す
る
場
合
に
は
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る

書
類
を
除
く
も
の
と
し
、
当
該
地
方
税
関
係
帳
簿
に

係
る
電
子
計
算
機
処
理
を
他
の
者
（
当
該
電
子
計
算

機
処
理
に
当
該
者
が
開
発
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
使
用

す
る
者
を
除
く
。
）
に
委
託
し
て
い
る
場
合
に
は
ハ

に
掲
げ
る
書
類
を
除
く
も
の
と
す
る
。
）
の
備
付
け

を
行
う
こ
と
。

イ
　
当
該
地
方
税
関
係
帳
簿
に
係
る
電
子
計
算
機
処

理
シ
ス
テ
ム
（
電
子
計
算
機
処
理
に
関
す
る
シ
ス

テ
ム
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
二
十
七
条
第

一
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
概
要
を
記
載

し
た
書
類

ロ
　
当
該
地
方
税
関
係
帳
簿
に
係
る
電
子
計
算
機
処

理
シ
ス
テ
ム
の
開
発
に
際
し
て
作
成
し
た
書
類

ハ
　
当
該
地
方
税
関
係
帳
簿
に
係
る
電
子
計
算
機
処

理
シ
ス
テ
ム
の
操
作
説
明
書

ニ
　
当
該
地
方
税
関
係
帳
簿
に
係
る
電
子
計
算
機
処

理
並
び
に
当
該
地
方
税
関
係
帳
簿
に
係
る
電
磁
的

記
録
の
備
付
け
及
び
保
存
に
関
す
る
事
務
手
続
を

明
ら
か
に
し
た
書
類
（
当
該
電
子
計
算
機
処
理
を

他
の
者
に
委
託
し
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
委
託

に
係
る
契
約
書
並
び
に
当
該
地
方
税
関
係
帳
簿
に

係
る
電
磁
的
記
録
の
備
付
け
及
び
保
存
に
関
す
る

事
務
手
続
を
明
ら
か
に
し
た
書
類
）

二
　
当
該
地
方
税
関
係
帳
簿
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
備

付
け
及
び
保
存
を
す
る
場
所
に
当
該
電
磁
的
記
録
の

電
子
計
算
機
処
理
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
電

子
計
算
機
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
及
び
プ

リ
ン
タ
並
び
に
こ
れ
ら
の
操
作
説
明
書
を
備
え
付

け
、
当
該
電
磁
的
記
録
を
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
の
画
面
及

び
書
面
に
、
整
然
と
し
た
形
式
及
び
明
瞭
な
状
態

で
、
速
や
か
に
出
力
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し

て
お
く
こ
と
。

三
　
地
方
税
に
関
す
る
法
令
の
規
定
に
よ
る
当
該
地
方

税
関
係
帳
簿
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
提
示
又
は
提
出

の
要
求
に
応
じ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
く

こ
と
。

２
　
前
項
に
規
定
す
る
特
定
要
件
と
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
要
件
を
い

う
。

一
　
法
第
七
百
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
地
方

税
関
係
帳
簿
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
備
付
け
及
び
保

存
を
も
つ
て
当
該
地
方
税
関
係
帳
簿
の
備
付
け
及
び

保
存
に
代
え
よ
う
と
す
る
同
項
各
号
に
掲
げ
る
者
　

次
に
掲
げ
る
要
件
（
当
該
者
が
地
方
税
に
関
す
る
法

令
の
規
定
に
よ
る
当
該
地
方
税
関
係
帳
簿
に
係
る
電

磁
的
記
録
の
提
示
又
は
提
出
の
要
求
に
応
じ
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
る
場
合
に
は
、
ハ
（
（
２
）

及
び
（
３
）
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
掲
げ
る
要

件
を
除
く
。
）

イ
　
当
該
地
方
税
関
係
帳
簿
に
係
る
電
子
計
算
機
処

理
に
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
電
子
計
算
機

処
理
シ
ス
テ
ム
を
使
用
す
る
こ
と
。

（１）
　
当
該
地
方
税
関
係
帳
簿
に
係
る
電
磁
的
記
録

の
記
録
事
項
に
つ
い
て
訂
正
又
は
削
除
を
行
つ

た
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
事
実
及
び
内
容
を
確

認
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

（２）
　
当
該
地
方
税
関
係
帳
簿
に
係
る
記
録
事
項
の

入
力
を
そ
の
業
務
の
処
理
に
係
る
通
常
の
期
間

を
経
過
し
た
後
に
行
つ
た
場
合
に
は
、
そ
の
事

実
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

ロ
　
当
該
地
方
税
関
係
帳
簿
に
係
る
電
磁
的
記
録
の

記
録
事
項
と
関
連
地
方
税
関
係
帳
簿
（
当
該
地
方

税
関
係
帳
簿
に
関
連
す
る
地
方
税
関
係
帳
簿
を
い

う
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
記
録
事
項
（
当
該

関
連
地
方
税
関
係
帳
簿
が
、
法
第
七
百
四
十
八
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
関
連
地
方
税
関
係
帳

簿
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
備
付
け
及
び
保
存
を
も

つ
て
当
該
関
連
地
方
税
関
係
帳
簿
の
備
付
け
及
び

保
存
に
代
え
ら
れ
て
い
る
も
の
又
は
法
第
七
百
四

十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

当
該
電
磁
的
記
録
の
備
付
け
及
び
当
該
電
磁
的
記

録
の
電
子
計
算
機
出
力
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
（
同

条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
計
算
機
出
力
マ
イ
ク

ロ
フ
ィ
ル
ム
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
保
存
を
も
つ
て
当
該
関

連
地
方
税
関
係
帳
簿
の
備
付
け
及
び
保
存
に
代
え

ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
電
磁

的
記
録
又
は
当
該
電
子
計
算
機
出
力
マ
イ
ク
ロ
フ

ィ
ル
ム
の
記
録
事
項
）
と
の
間
に
お
い
て
、
相
互

に
そ
の
関
連
性
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
し
て
お
く
こ
と
。

ハ
　
当
該
地
方
税
関
係
帳
簿
に
係
る
電
磁
的
記
録
の

記
録
事
項
の
検
索
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
機
能

（
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
に
限
る
。
）
を

確
保
し
て
お
く
こ
と
。

（１）
　
取
引
年
月
日
、
取
引
金
額
及
び
取
引
先
（

（
２
）
及
び
（
３
）
に
お
い
て
「
記
録
項
目
」

と
い
う
。
）
を
検
索
の
条
件
と
し
て
設
定
す
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

（２）
　
日
付
又
は
金
額
に
係
る
記
録
項
目
に
つ
い
て

は
、
そ
の
範
囲
を
指
定
し
て
条
件
を
設
定
す
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

（３）
　
二
以
上
の
任
意
の
記
録
項
目
を
組
み
合
わ
せ

て
条
件
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

二
　
法
第
七
百
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
地
方

税
関
係
帳
簿
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
備
付
け
及
び
当

該
電
磁
的
記
録
の
電
子
計
算
機
出
力
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ

ル
ム
に
よ
る
保
存
を
も
つ
て
当
該
地
方
税
関
係
帳
簿

の
備
付
け
及
び
保
存
に
代
え
よ
う
と
す
る
法
第
七
百

四
十
八
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
　
次
に
掲
げ
る

要
件

イ
　
前
号
に
定
め
る
要
件

ロ
　
次
条
第
一
項
第
一
号
ロ
（
１
）
の
電
磁
的
記
録

に
、
前
号
イ
（
１
）
及
び
（
２
）
に
規
定
す
る
事

実
及
び
内
容
に
係
る
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
こ

と
。

ハ
　
当
該
電
子
計
算
機
出
力
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
の

保
存
に
併
せ
て
、
地
方
税
関
係
帳
簿
の
種
類
及
び

取
引
年
月
日
そ
の
他
の
日
付
を
特
定
す
る
こ
と
に

よ
り
こ
れ
ら
に
対
応
す
る
電
子
計
算
機
出
力
マ
イ

ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
を
探
し
出
す
こ
と
が
で
き
る
索
引

簿
の
備
付
け
を
行
う
こ
と
。

ニ
　
当
該
電
子
計
算
機
出
力
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
ご

と
の
記
録
事
項
の
索
引
を
当
該
索
引
に
係
る
電
子

計
算
機
出
力
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
出
力
し
て
お

く
こ
と
。

ホ
　
当
該
地
方
税
関
係
帳
簿
の
保
存
期
間
（
地
方
税

に
関
す
る
法
令
の
規
定
に
よ
り
地
方
税
関
係
帳
簿

の
保
存
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て

い
る
期
間
を
い
う
。
）
の
初
日
か
ら
当
該
地
方
税

関
係
帳
簿
に
係
る
地
方
税
の
法
定
納
期
限
（
法
第

十
一
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
法
定
納
期
限
を

い
う
。
）
後
三
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
（
当

該
法
第
七
百
四
十
八
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者

が
当
該
地
方
税
関
係
帳
簿
に
係
る
地
方
税
の
納
税

義
務
者
で
な
い
場
合
に
は
、
当
該
者
が
当
該
納
税

義
務
者
で
あ
る
と
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
期
間

に
相
当
す
る
期
間
）
、
当
該
電
子
計
算
機
出
力
マ

イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
の
保
存
に
併
せ
て
前
項
第
二
号

及
び
前
号
ハ
に
掲
げ
る
要
件
（
当
該
者
が
地
方
税

に
関
す
る
法
令
の
規
定
に
よ
る
当
該
地
方
税
関
係

帳
簿
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
提
示
又
は
提
出
の
要

求
に
応
じ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
る
場

合
に
は
、
同
号
ハ
（
（
２
）
及
び
（
３
）
に
係
る

部
分
に
限
る
。
）
に
掲
げ
る
要
件
を
除
く
。
）
に
従

つ
て
当
該
電
子
計
算
機
出
力
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム

に
係
る
電
磁
的
記
録
の
保
存
を
し
、
又
は
当
該
電

子
計
算
機
出
力
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
の
記
録
事
項

の
検
索
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
機
能
（
同
号
ハ
に

規
定
す
る
機
能
（
当
該
者
が
地
方
税
に
関
す
る
法

令
の
規
定
に
よ
る
当
該
地
方
税
関
係
帳
簿
に
係
る

電
磁
的
記
録
の
提
示
又
は
提
出
の
要
求
に
応
じ
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
る
場
合
に
は
、
同

号
ハ
（
１
）
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
機
能
）
に

相
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
確
保
し
て
お
く
こ

と
。

３
　
第
一
項
の
規
定
は
、
法
第
七
百
四
十
八
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
地
方
税
関
係
書
類
（
同
項
に
規
定
す
る
地

方
税
関
係
書
類
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
二
十
七

条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
保

存
を
も
つ
て
当
該
地
方
税
関
係
書
類
の
保
存
に
代
え
よ

う
と
す
る
同
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
当
該
電
磁
的
記
録

の
保
存
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

第
一
項
中
「
特
定
要
件
に
従
つ
て
当
該
電
磁
的
記
録
の

備
付
け
及
び
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
電
磁
的
記
録
の

記
録
事
項
の
検
索
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
機
能
（
取
引

年
月
日
そ
の
他
の
日
付
を
検
索
の
条
件
と
し
て
設
定
す

る
こ
と
及
び
そ
の
範
囲
を
指
定
し
て
条
件
を
設
定
す
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
に
限
る
。
）
を
確
保
し
て
当
該
電

磁
的
記
録
の
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４
　
法
第
七
百
四
十
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令

で
定
め
る
装
置
は
、
ス
キ
ャ
ナ
と
す
る
。

５
　
法
第
七
百
四
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
税

関
係
書
類
（
同
項
に
規
定
す
る
地
方
税
関
係
書
類
に
限

る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
電
磁
的

記
録
の
保
存
を
も
つ
て
当
該
地
方
税
関
係
書
類
の
保
存

に
代
え
よ
う
と
す
る
同
項
の
表
の
各
号
の
上
欄
に
掲
げ

る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
（
当
該
者
が
地
方
税
に
関

す
る
法
令
の
規
定
に
よ
る
当
該
電
磁
的
記
録
の
提
示
又
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は
提
出
の
要
求
に
応
じ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て

い
る
場
合
に
は
、
第
五
号
（
ロ
及
び
ハ
に
係
る
部
分
に

限
る
。
）
に
掲
げ
る
要
件
を
除
く
。
）
に
従
つ
て
当
該
電

磁
的
記
録
の
保
存
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
次
に
掲
げ
る
方
法
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
入
力
す
る

こ
と
。

イ
　
当
該
地
方
税
関
係
書
類
に
係
る
記
録
事
項
の
入

力
を
そ
の
作
成
又
は
受
領
後
、
速
や
か
に
行
う
こ

と
。

ロ
　
当
該
地
方
税
関
係
書
類
に
係
る
記
録
事
項
の
入

力
を
そ
の
業
務
の
処
理
に
係
る
通
常
の
期
間
を
経

過
し
た
後
、
速
や
か
に
行
う
こ
と
（
当
該
地
方
税

関
係
書
類
の
作
成
又
は
受
領
か
ら
当
該
入
力
ま
で

の
各
事
務
の
処
理
に
関
す
る
規
程
を
定
め
て
い
る

場
合
に
限
る
。
）
。

二
　
前
号
の
入
力
に
当
た
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件

（
当
該
者
が
同
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り

当
該
地
方
税
関
係
書
類
に
係
る
記
録
事
項
を
入
力
し

た
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
ロ
に
掲
げ
る
要
件
を
除
く
。
）
を
満
た
す
電
子

計
算
機
処
理
シ
ス
テ
ム
を
使
用
す
る
こ
と
。

イ
　
ス
キ
ャ
ナ
（
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の

に
限
る
。
）
を
使
用
す
る
電
子
計
算
機
処
理
シ
ス

テ
ム
で
あ
る
こ
と
。

（１）
　
解
像
度
が
、
日
本
産
業
規
格
（
産
業
標
準
化

法
第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
日
本
産
業
規

格
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
第
一
項
第

二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
Ｚ
六
〇
一
六
附
属
書

Ａ
の
Ａ
・
一
・
二
に
規
定
す
る
一
般
文
書
の
ス

キ
ャ
ニ
ン
グ
時
の
解
像
度
で
あ
る
二
十
五
・
四

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
当
た
り
二
百
ド
ッ
ト
以
上
で
読

み
取
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（２）
　
赤
色
、
緑
色
及
び
青
色
の
階
調
が
そ
れ
ぞ
れ

二
百
五
十
六
階
調
以
上
で
読
み
取
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。

ロ
　
当
該
地
方
税
関
係
書
類
の
作
成
又
は
受
領
後
、

速
や
か
に
一
の
入
力
単
位
ご
と
の
電
磁
的
記
録
の

記
録
事
項
に
総
務
大
臣
が
認
定
す
る
時
刻
認
証
業

務
（
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
情
報
に
タ
イ
ム

ス
タ
ン
プ
を
付
与
す
る
役
務
を
提
供
す
る
業
務
を

い
う
。
）
に
係
る
タ
イ
ム
ス
タ
ン
プ
（
次
に
掲
げ

る
要
件
を
満
た
す
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
及

び
第
二
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
「
タ
イ
ム
ス
タ

ン
プ
」
と
い
う
。
）
を
付
す
こ
と
（
当
該
地
方
税

関
係
書
類
の
作
成
又
は
受
領
か
ら
当
該
タ
イ
ム
ス

タ
ン
プ
を
付
す
ま
で
の
各
事
務
の
処
理
に
関
す
る

規
程
を
定
め
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
業

務
の
処
理
に
係
る
通
常
の
期
間
を
経
過
し
た
後
、

速
や
か
に
当
該
記
録
事
項
に
当
該
タ
イ
ム
ス
タ
ン

プ
を
付
す
こ
と
）
。

（１）
　
当
該
記
録
事
項
が
変
更
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

に
つ
い
て
、
当
該
地
方
税
関
係
書
類
の
保
存
期

間
（
地
方
税
に
関
す
る
法
令
の
規
定
に
よ
り
地

方
税
関
係
書
類
の
保
存
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
期
間
を
い
う
。
）
を
通

じ
、
当
該
業
務
を
行
う
者
に
対
し
て
確
認
す
る

方
法
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
。

（２）
　
課
税
期
間
（
地
方
税
に
関
す
る
法
令
の
規
定

に
よ
り
地
方
税
の
課
税
標
準
の
計
算
の
基
礎
と

な
る
期
間
を
い
う
。
）
中
の
任
意
の
期
間
を
指

定
し
、
当
該
期
間
内
に
付
し
た
タ
イ
ム
ス
タ
ン

プ
に
つ
い
て
、
一
括
し
て
検
証
す
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
。

ハ
　
当
該
地
方
税
関
係
書
類
に
係
る
電
磁
的
記
録
の

記
録
事
項
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず

れ
か
を
満
た
す
電
子
計
算
機
処
理
シ
ス
テ
ム
で
あ

る
こ
と
。

（１）
　
当
該
地
方
税
関
係
書
類
に
係
る
電
磁
的
記
録

の
記
録
事
項
に
つ
い
て
訂
正
又
は
削
除
を
行
つ

た
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
事
実
及
び
内
容
を
確

認
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

（２）
　
当
該
地
方
税
関
係
書
類
に
係
る
電
磁
的
記
録

の
記
録
事
項
に
つ
い
て
訂
正
又
は
削
除
を
行
う

こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。

三
　
当
該
地
方
税
関
係
書
類
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
記

録
事
項
と
当
該
地
方
税
関
係
書
類
に
関
連
す
る
地
方

税
関
係
帳
簿
の
記
録
事
項
（
当
該
地
方
税
関
係
帳
簿

が
、
法
第
七
百
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当

該
地
方
税
関
係
帳
簿
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
備
付
け

及
び
保
存
を
も
つ
て
当
該
地
方
税
関
係
帳
簿
の
備
付

け
及
び
保
存
に
代
え
ら
れ
て
い
る
も
の
又
は
法
第
七

百
四
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
当
該
電
磁
的
記
録
の
備
付
け
及
び
当
該
電
磁
的
記

録
の
電
子
計
算
機
出
力
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
る

保
存
を
も
つ
て
当
該
地
方
税
関
係
帳
簿
の
備
付
け
及

び
保
存
に
代
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
場
合
に

は
、
当
該
電
磁
的
記
録
又
は
当
該
電
子
計
算
機
出
力

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
の
記
録
事
項
）
と
の
間
に
お
い

て
、
相
互
に
そ
の
関
連
性
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
し
て
お
く
こ
と
。

四
　
当
該
地
方
税
関
係
書
類
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
保

存
を
す
る
場
所
に
当
該
電
磁
的
記
録
の
電
子
計
算
機

処
理
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
電
子
計
算
機
、

プ
ロ
グ
ラ
ム
、
映
像
面
の

大
径
が
三
十
五
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
以
上
の
カ
ラ
ー
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
及
び
カ
ラ

ー
プ
リ
ン
タ
並
び
に
こ
れ
ら
の
操
作
説
明
書
を
備
え

付
け
、
当
該
電
磁
的
記
録
を
カ
ラ
ー
デ
ィ
ス
プ
レ
イ

の
画
面
及
び
書
面
に
、
次
の
よ
う
な
状
態
で
速
や
か

に
出
力
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
く
こ

と
。

イ
　
整
然
と
し
た
形
式
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
当
該
地
方
税
関
係
書
類
と
同
程
度
に
明
瞭
で
あ

る
こ
と
。

ハ
　
拡
大
又
は
縮
小
し
て
出
力
す
る
こ
と
が
可
能
で

あ
る
こ
と
。

ニ
　
地
方
団
体
の
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
日
本

産
業
規
格
Ｚ
八
三
〇
五
に
規
定
す
る
四
ポ
イ
ン
ト

の
大
き
さ
の
文
字
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
。

五
　
当
該
地
方
税
関
係
書
類
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
記

録
事
項
の
検
索
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
機
能
（
次
に

掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
に
限
る
。
）
を
確
保
し

て
お
く
こ
と
。

イ
　
取
引
年
月
日
そ
の
他
の
日
付
、
取
引
金
額
及
び

取
引
先
（
ロ
及
び
ハ
に
お
い
て
「
記
録
項
目
」
と

い
う
。
）
を
検
索
の
条
件
と
し
て
設
定
す
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
。

ロ
　
日
付
又
は
金
額
に
係
る
記
録
項
目
に
つ
い
て

は
、
そ
の
範
囲
を
指
定
し
て
条
件
を
設
定
す
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
。

ハ
　
二
以
上
の
任
意
の
記
録
項
目
を
組
み
合
わ
せ
て

条
件
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

六
　
第
一
項
第
一
号
の
規
定
は
、
法
第
七
百
四
十
八
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
税
関
係
書
類
に
係
る
電

磁
的
記
録
の
保
存
を
も
つ
て
当
該
地
方
税
関
係
書
類

の
保
存
に
代
え
よ
う
と
す
る
同
項
の
表
の
各
号
の
上

欄
に
掲
げ
る
者
の
当
該
電
磁
的
記
録
の
保
存
に
つ
い

て
準
用
す
る
。

６
　
法
第
七
百
四
十
八
条
第
三
項
の
表
の
各
号
の
上
欄
に

掲
げ
る
者
が
、
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ

り
、
同
項
前
段
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
従
つ
て
同
項
前
段
の
地
方
税
関
係
書
類
に
係
る
電

磁
的
記
録
の
保
存
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
こ
と

を
証
明
し
た
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
当
該
電
磁
的
記
録
の
保
存
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
た
だ
し
、
当
該
事
情
が
生
じ
な
か
つ
た
と
し
た
場

合
に
お
い
て
、
当
該
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
従

つ
て
当
該
電
磁
的
記
録
の
保
存
を
す
る
こ
と
が
で
き
な

か
つ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

７
　
法
第
七
百
四
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
税

関
係
書
類
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
保
存
を
も
つ
て
当
該

地
方
税
関
係
書
類
の
保
存
に
代
え
て
い
る
次
の
表
の
各

号
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
は
、
当
該
地
方
税
関
係
書
類
の

う
ち
当
該
地
方
税
関
係
書
類
の
保
存
に
代
え
る
日
（
第

二
号
に
お
い
て
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
前
に
作
成
又

は
受
領
を
し
た
当
該
各
号
の
中
欄
に
掲
げ
る
書
類
（
以

下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
過
去
分
書
類
」
と
い

う
。
）
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
を
電
磁
的
記
録
に
記

録
す
る
場
合
に
お
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
記
録
す

る
事
項
に
係
る
過
去
分
書
類
の
種
類
及
び
次
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
適
用
届
出
書
」
と
い
う
。
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号

の
下
欄
に
掲
げ
る
地
方
団
体
の
長
に
提
出
し
た
と
き

（
従
前
に
お
い
て
当
該
過
去
分
書
類
と
同
一
の
種
類
の

書
類
に
係
る
適
用
届
出
書
を
当
該
地
方
団
体
の
長
に
提

出
し
て
い
な
い
場
合
に
限
る
。
）
は
、
第
五
項
第
一
号

に
掲
げ
る
要
件
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
電
磁
的
記
録
の

保
存
に
併
せ
て
、
当
該
電
磁
的
記
録
の
作
成
及
び
保
存

に
関
す
る
事
務
の
手
続
を
明
ら
か
に
し
た
書
類
（
当
該

事
務
の
責
任
者
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

の
備
付
け
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
当
該
過
去
分
書
類

（
当
該
地
方
団
体
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
電
磁

的
記
録
の
保
存
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第

二
号
ロ
中
「
の
作
成
又
は
受
領
後
、
速
や
か
に
」
と
あ

る
の
は
「
を
ス
キ
ャ
ナ
で
読
み
取
る
際
に
、
」
と
、
「
こ

と
（
当
該
地
方
税
関
係
書
類
の
作
成
又
は
受
領
か
ら
当

該
タ
イ
ム
ス
タ
ン
プ
を
付
す
ま
で
の
各
事
務
の
処
理
に

関
す
る
規
程
を
定
め
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の

業
務
の
処
理
に
係
る
通
常
の
期
間
を
経
過
し
た
後
、
速

や
か
に
当
該
記
録
事
項
に
当
該
タ
イ
ム
ス
タ
ン
プ
を
付

す
こ
と
）
」
と
あ
る
の
は
「
こ
と
」
と
す
る
。

一
　
届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
若
し
く
は
居
所

又
は
本
店
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び

法
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識

別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
二

条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
法
人
番
号
を
い
う
。
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
法
人
番
号
を
有
し
な
い

者
に
あ
つ
て
は
、
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
若
し
く

は
居
所
又
は
本
店
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在

地
）

二
　
基
準
日

三
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
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一

　

法

第

七

十

四

条

の

二

第

一

項

に

規

定

す

る

卸

売

販

売

業

者
等

同
条
第
三

項
に
規

定
す
る

書
類

同
項
の
小
売
販
売
業

者
の
営
業
所
所
在

地
の
道
府
県
知
事

同
条
第
四

項
に
規

定
す
る

書
類

同
項
の
小
売
販
売
業

者
で
あ
る
卸
売
販

売
業
者
等
の
営
業

所
所
在
地
の
道
府

県
知
事

法
第
七
十

四
条
の

六
第
二

項
に
規

定
す
る

書
類

法
第
七
十
四
条
の
二

第
一
項
の
小
売
販

売
業
者
の
営
業
所

所
在
地
の
道
府
県

知
事
又
は
同
条
第

二
項
の
卸
売
販
売

業
者
等
の
事
務
所

若
し
く
は
事
業
所

で
当
該
売
渡
し
若

し
く
は
消
費
等
に

係
る
製
造
た
ば
こ

を
直
接
管
理
す
る

も
の
の
所
在
地
の

道
府
県
知
事

二

　

法

第

百

四

十

四

条

の

三

十

二

第

一

項

第

三

号

に

係

る

承

認

を

受

け

た
者

同
条
第
六

項
に
規

定
す
る

自
動
車

用
炭
化

水
素
油

譲
渡
証

の
写
し

同
条
第
一
項
に
規
定

す
る
道
府
県
知
事

三

　

法

第

百

四

十

四

条

の

三

十

五

第

七

項

の

特

別

徴

収

義

務

者

同
項
に
規

定
す
る

書
類

法
第
百
四
十
四
条
の

二
第
一
項
に
規
定

す
る
軽
油
の
納
入

地
所
在
地
の
道
府

県
知
事

四

　

法

第

四

百

六

十

五

条

第

一

項

に

規

定

す

る

卸

売

販

売

業

者
等

同
条
第
三

項
に
規

定
す
る

書
類

同
項
の
小
売
販
売
業

者
の
営
業
所
所
在

地
の
市
町
村
長

同
条
第
四

項
に
規

定
す
る

書
類

同
項
の
小
売
販
売
業

者
で
あ
る
卸
売
販

売
業
者
等
の
営
業

所
所
在
地
の
市
町

村
長

法
第
四
百

六
十
九

条
第
二

項
に
規

定
す
る

書
類

法
第
四
百
六
十
五
条

第
一
項
の
小
売
販

売
業
者
の
営
業
所

所
在
地
の
市
町
村

長
又
は
同
条
第
二

項
の
卸
売
販
売
業

者
等
の
事
務
所
若

し
く
は
事
業
所
で

当
該
売
渡
し
若
し

く
は
消
費
等
に
係

る
製
造
た
ば
こ
を

直
接
管
理
す
る
も

の
の
所
在
地
の
市

町
村
長

８
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
過
去
分
書
類
に
係
る
電
磁
的
記

録
の
保
存
を
す
る
法
第
七
百
四
十
八
条
第
三
項
の
表
の

各
号
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
が
、
災
害
そ
の
他
や
む
を
得

な
い
事
情
に
よ
り
、
同
項
前
段
に
規
定
す
る
総
務
省
令

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
つ
て
当
該
電
磁
的
記
録
の
保
存

を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
な
つ
た
こ
と
を
証
明

し
た
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該

電
磁
的
記
録
の
保
存
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ

し
、
当
該
事
情
が
生
じ
な
か
つ
た
と
し
た
場
合
に
お
い

て
、
当
該
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
つ
て
当
該

電
磁
的
記
録
の
保
存
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と

な
つ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

９
　
法
第
七
百
四
十
八
条
第
三
項
後
段
に
規
定
す
る
総
務

省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
同
項
後
段
の
地
方
税
関
係
書

類
に
係
る
電
磁
的
記
録
に
つ
い
て
、
当
該
地
方
税
関
係

書
類
の
保
存
場
所
に
、
地
方
税
に
関
す
る
法
令
の
規
定

に
よ
り
当
該
地
方
税
関
係
書
類
の
保
存
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
期
間
、
保
存
が
行
わ
れ

る
こ
と
と
す
る
。

（
地
方
税
関
係
帳
簿
等
の
電
子
計
算
機
出
力
マ
イ
ク
ロ

フ
ィ
ル
ム
に
よ
る
保
存
等
）

第
二
十
六
条
　
法
第
七
百
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
地
方
税
関
係
帳
簿
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
備
付
け
及

び
当
該
電
磁
的
記
録
の
電
子
計
算
機
出
力
マ
イ
ク
ロ
フ

ィ
ル
ム
に
よ
る
保
存
を
も
つ
て
当
該
地
方
税
関
係
帳
簿

の
備
付
け
及
び
保
存
に
代
え
よ
う
と
す
る
法
第
七
百
四

十
八
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
は
、
前
条
第
一
項
各

号
に
掲
げ
る
要
件
（
当
該
者
が
同
条
第
二
項
に
規
定
す

る
特
定
要
件
に
従
つ
て
当
該
電
磁
的
記
録
の
備
付
け
及

び
当
該
電
磁
的
記
録
の
電
子
計
算
機
出
力
マ
イ
ク
ロ
フ

ィ
ル
ム
に
よ
る
保
存
を
行
つ
て
い
る
場
合
に
は
、
同
条

第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
要
件
を
除
く
。
）
及
び
次
に

掲
げ
る
要
件
に
従
つ
て
当
該
電
磁
的
記
録
の
備
付
け
及

び
当
該
電
磁
的
記
録
の
電
子
計
算
機
出
力
マ
イ
ク
ロ
フ

ィ
ル
ム
に
よ
る
保
存
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
電
子
計
算
機
出
力
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
の
保

存
に
併
せ
て
、
次
に
掲
げ
る
書
類
の
備
付
け
を
行
う

こ
と
。

イ
　
当
該
電
子
計
算
機
出
力
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
の

作
成
及
び
保
存
に
関
す
る
事
務
手
続
を
明
ら
か
に

し
た
書
類

ロ
　
次
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ
た
書
類

（１）
　
法
第
七
百
四
十
八
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る

者
（
そ
の
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該

法
人
の
地
方
税
関
係
帳
簿
の
保
存
に
関
す
る
事

務
の
責
任
者
で
あ
る
者
）
の
当
該
地
方
税
関
係

帳
簿
に
係
る
電
磁
的
記
録
が
真
正
に
出
力
さ

れ
、
当
該
電
子
計
算
機
出
力
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル

ム
が
作
成
さ
れ
た
旨
を
証
す
る
記
載
及
び
そ
の

氏
名

（２）
　
当
該
電
子
計
算
機
出
力
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム

の
作
成
責
任
者
の
氏
名

（３）
　
当
該
電
子
計
算
機
出
力
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム

の
作
成
年
月
日

二
　
当
該
電
子
計
算
機
出
力
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
の
保

存
を
す
る
場
所
に
、
日
本
産
業
規
格
Ｂ
七
一
八
六
に

規
定
す
る
基
準
を
満
た
す
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
リ
ー

ダ
プ
リ
ン
タ
及
び
そ
の
操
作
説
明
書
を
備
え
付
け
、

当
該
電
子
計
算
機
出
力
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
の
内
容

を
当
該
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
リ
ー
ダ
プ
リ
ン
タ
の
画

面
及
び
書
面
に
、
整
然
と
し
た
形
式
及
び
明
瞭
な
状

態
で
、
速
や
か
に
出
力
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

し
て
お
く
こ
と
。

２
　
前
項
の
規
定
は
、
法
第
七
百
四
十
九
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
地
方
税
関
係
書
類
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
電

子
計
算
機
出
力
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
る
保
存
を
も

つ
て
当
該
地
方
税
関
係
書
類
の
保
存
に
代
え
よ
う
と
す

る
法
第
七
百
四
十
八
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
当

該
電
磁
的
記
録
の
電
子
計
算
機
出
力
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル

ム
に
よ
る
保
存
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
前
項
中
「
前
条
第
一
項
各
号
」
と
あ
る
の
は

「
前
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
」
と
、
「
特
定
要
件

に
従
つ
て
当
該
電
磁
的
記
録
の
備
付
け
及
び
」
と
あ
る

の
は
「
特
定
要
件
（
同
項
第
二
号
ハ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲

げ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
従
つ
て
」
と
、
「
及
び
次
に
」

と
あ
る
の
は
「
並
び
に
次
に
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。

３
　
法
第
七
百
四
十
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令

で
定
め
る
場
合
は
、
法
第
七
百
四
十
八
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
地
方
税
関
係
帳
簿
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
備

付
け
及
び
保
存
を
も
つ
て
当
該
地
方
税
関
係
帳
簿
の
備

付
け
及
び
保
存
に
代
え
て
い
る
同
項
各
号
に
掲
げ
る
者

の
当
該
地
方
税
関
係
帳
簿
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
地
方
税
関
係
書
類
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
保
存
を

も
つ
て
当
該
地
方
税
関
係
書
類
の
保
存
に
代
え
て
い
る

同
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
当
該
地
方
税
関
係
書
類
の
全

部
又
は
一
部
に
つ
い
て
、
そ
の
保
存
期
間
（
地
方
税
に

関
す
る
法
令
の
規
定
に
よ
り
地
方
税
関
係
帳
簿
又
は
地

方
税
関
係
書
類
の
保
存
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

と
さ
れ
て
い
る
期
間
を
い
う
。
）
の
全
期
間
（
電
子
計

算
機
出
力
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
る
保
存
を
も
つ
て

こ
れ
ら
の
電
磁
的
記
録
の
保
存
に
代
え
よ
う
と
す
る
日

以
後
の
期
間
に
限
る
。
）
に
つ
き
電
子
計
算
機
出
力
マ

イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
る
保
存
を
も
つ
て
こ
れ
ら
の
電

磁
的
記
録
の
保
存
に
代
え
よ
う
と
す
る
場
合
と
す
る
。

４
　
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
法
第
七
百
四
十
九

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
税
関
係
帳
簿
又
は
地
方
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税
関
係
書
類
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
電
子
計
算
機
出
力

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
る
保
存
を
も
つ
て
当
該
地
方

税
関
係
帳
簿
又
は
地
方
税
関
係
書
類
に
係
る
電
磁
的
記

録
の
保
存
に
代
え
よ
う
と
す
る
法
第
七
百
四
十
八
条
第

一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
又
は
同
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ

る
者
の
当
該
地
方
税
関
係
帳
簿
又
は
地
方
税
関
係
書
類

に
係
る
電
磁
的
記
録
の
電
子
計
算
機
出
力
マ
イ
ク
ロ
フ

ィ
ル
ム
に
よ
る
保
存
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
法
第
七
百
五
十
条
第
三
項
の
電
磁
的
記
録
の
保
存
）

第
二
十
七
条
　
法
第
七
百
五
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地

方
税
関
係
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
又
は
同
条
第
二
項

に
規
定
す
る
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
記
載
事
項
」
と
い
う
。
）
に
係
る
電
磁
的

記
録
の
提
供
を
受
け
た
者
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
三
項

に
お
い
て
「
保
存
義
務
者
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
電

磁
的
記
録
を
、
当
該
地
方
税
関
係
書
類
の
徴
収
若
し
く

は
当
該
書
類
の
提
出
が
書
面
に
よ
り
行
わ
れ
た
と
し
た

場
合
又
は
書
面
に
よ
り
行
わ
れ
そ
の
写
し
が
作
成
さ
れ

た
と
し
た
場
合
に
、
地
方
税
に
関
す
る
法
令
の
規
定
に

よ
り
、
当
該
書
面
を
保
存
す
べ
き
こ
と
と
な
る
場
所

に
、
当
該
書
面
を
保
存
す
べ
き
こ
と
と
な
る
期
間
、
次

に
掲
げ
る
措
置
の
い
ず
れ
か
を
行
い
、
第
二
十
五
条
第

一
項
第
二
号
及
び
第
五
項
第
五
号
並
び
に
同
項
第
六
号

に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
第
一
号
（
イ
に
係
る

部
分
に
限
る
。
）
に
掲
げ
る
要
件
（
当
該
保
存
義
務
者

が
地
方
税
に
関
す
る
法
令
の
規
定
に
よ
る
当
該
電
磁
的

記
録
の
提
示
又
は
提
出
の
要
求
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
電
磁
的
記
録
の
提
示
等
の
要
求
」
と
い
う
。
）
に

応
じ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
る
場
合
に
は
、

同
条
第
五
項
第
五
号
（
ロ
及
び
ハ
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
に
掲
げ
る
要
件
（
当
該
保
存
義
務
者
が
、
そ
の

判
定
期
間
に
係
る
基
準
期
間
に
お
け
る
売
上
高
が
五
千

万
円
以
下
で
あ
る
事
業
者
で
あ
る
場
合
又
は
地
方
税
に

関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
当
該
電
磁
的
記
録
を
出
力

す
る
こ
と
に
よ
り
作
成
し
た
書
面
で
整
然
と
し
た
形
式

及
び
明
瞭
な
状
態
で
出
力
さ
れ
、
取
引
年
月
日
そ
の
他

の
日
付
及
び
取
引
先
ご
と
に
整
理
さ
れ
た
も
の
の
提
示

若
し
く
は
提
出
の
要
求
に
応
じ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
し
て
い
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
電
磁
的
記
録
の
提

示
等
の
要
求
に
応
じ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
い

る
と
き
は
、
同
号
に
掲
げ
る
要
件
）
を
除
く
。
）
に
従

つ
て
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
電
磁
的
記
録
の
記
録
事
項
に
タ
イ
ム
ス
タ
ン

プ
が
付
さ
れ
た
後
、
当
該
記
載
事
項
の
授
受
を
行
う

こ
と
。

二
　
次
に
掲
げ
る
方
法
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
、
当
該
電

磁
的
記
録
の
記
録
事
項
に
タ
イ
ム
ス
タ
ン
プ
を
付
す

こ
と
。

イ
　
当
該
電
磁
的
記
録
の
記
録
事
項
に
タ
イ
ム
ス
タ

ン
プ
を
付
す
こ
と
を
当
該
記
載
事
項
の
授
受
後
、

速
や
か
に
行
う
こ
と
。

ロ
　
当
該
電
磁
的
記
録
の
記
録
事
項
に
タ
イ
ム
ス
タ

ン
プ
を
付
す
こ
と
を
そ
の
業
務
の
処
理
に
係
る
通

常
の
期
間
を
経
過
し
た
後
、
速
や
か
に
行
う
こ
と

（
当
該
記
載
事
項
の
授
受
か
ら
当
該
記
録
事
項
に

タ
イ
ム
ス
タ
ン
プ
を
付
す
ま
で
の
各
事
務
の
処
理

に
関
す
る
規
程
を
定
め
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
。

三
　
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
電
子
計

算
機
処
理
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
当
該
記
載
事
項
の

授
受
及
び
当
該
電
磁
的
記
録
の
保
存
を
行
う
こ
と
。

イ
　
当
該
電
磁
的
記
録
の
記
録
事
項
に
つ
い
て
訂
正

又
は
削
除
を
行
つ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
事
実

及
び
内
容
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

ロ
　
当
該
電
磁
的
記
録
の
記
録
事
項
に
つ
い
て
訂
正

又
は
削
除
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。

四
　
当
該
電
磁
的
記
録
の
記
録
事
項
に
つ
い
て
正
当
な

理
由
が
な
い
訂
正
及
び
削
除
の
防
止
に
関
す
る
事
務

処
理
の
規
程
を
定
め
、
当
該
規
程
に
沿
つ
た
運
用
を

行
い
、
当
該
電
磁
的
記
録
の
保
存
に
併
せ
て
当
該
規

程
の
備
付
け
を
行
う
こ
と
。

２
　
前
項
及
び
こ
の
項
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。

一
　
事
業
者
　
個
人
事
業
者
（
業
務
を
行
う
個
人
を
い

う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
法
人
を

い
う
。

二
　
判
定
期
間
　
次
に
掲
げ
る
事
業
者
の
区
分
に
応
じ

そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
期
間
を
い
う
。

イ
　
個
人
事
業
者
　
当
該
電
磁
的
記
録
の
提
供
を
受

け
た
日
の
属
す
る
年
の
一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三

十
一
日
ま
で
の
期
間

ロ
　
法
人
　
当
該
電
磁
的
記
録
の
提
供
を
受
け
た
日

の
属
す
る
事
業
年
度
（
法
人
税
法
第
十
三
条
及
び

第
十
四
条
に
規
定
す
る
事
業
年
度
を
い
う
。
次
号

に
お
い
て
同
じ
。
）

三
　
基
準
期
間
　
個
人
事
業
者
に
つ
い
て
は
そ
の
年
の

前
々
年
を
い
い
、
法
人
に
つ
い
て
は
そ
の
事
業
年
度

の
前
々
事
業
年
度
（
当
該
前
々
事
業
年
度
が
一
年
未

満
で
あ
る
法
人
に
つ
い
て
は
、
そ
の
事
業
年
度
開
始

の
日
の
二
年
前
の
日
の
前
日
か
ら
同
日
以
後
一
年
を

経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
開
始
し
た
各
事
業
年
度
を

合
わ
せ
た
期
間
）
を
い
う
。

３
　
次
の
表
の
各
号
の
上
欄
に
掲
げ
る
保
存
義
務
者
が
、

災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
、
法
第
七
百

五
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
従
つ
て
当
該
各
号
の
中
欄
に
掲
げ
る
書
類
に
記
載

す
べ
き
事
項
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
保
存
を
す
る
こ
と

が
で
き
な
か
つ
た
こ
と
を
証
明
し
た
と
き
、
又
は
そ
れ

ぞ
れ
当
該
各
号
の
下
欄
に
掲
げ
る
地
方
団
体
の
長
が
当

該
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
つ
て
当
該
電
磁
的

記
録
の
保
存
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
こ
と
に
つ

い
て
相
当
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
、
か
つ
、
当
該
保
存

義
務
者
が
地
方
税
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
当
該

電
磁
的
記
録
及
び
当
該
電
磁
的
記
録
を
出
力
す
る
こ
と

に
よ
り
作
成
し
た
書
面
（
整
然
と
し
た
形
式
及
び
明
瞭

な
状
態
で
出
力
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
の
提
示
若
し

く
は
提
出
の
要
求
に
応
じ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し

て
い
る
と
き
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当

該
電
磁
的
記
録
の
保
存
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ

し
、
当
該
事
情
が
生
じ
な
か
つ
た
と
し
た
場
合
又
は
当

該
理
由
が
な
か
つ
た
と
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
総

務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
つ
て
当
該
電
磁
的
記
録

の
保
存
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
と
認
め
ら
れ
る

と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
法
第
七
十

四
条
の
二
第
一

項
に
規
定
す
る

卸
売
販
売
業
者

等

同

条

第

三

項

に

規

定

す
る
書
類

同
項
の
小
売
販
売
業
者
の

営
業
所
所
在
地
の
道
府
県

知
事

同

条

第

四

項

に

規

定

す
る
書
類

同
項
の
小
売
販
売
業
者
で

あ
る
卸
売
販
売
業
者
等
の

営
業
所
所
在
地
の
道
府
県

知
事

二
　
法
第
百
四

十
四
条
の
三
十

五
第
六
項
に
規

定
す
る
特
別
徴

収
義
務
者

同

項

に

規

定

す

る

書

類

法
第
百
四
十
四
条
の
二
第

一
項
に
規
定
す
る
軽
油
の

納
入
地
所
在
地
の
道
府
県

知
事

三
　
法
第
四
百

六
十
五
条
第
一

項
に
規
定
す
る

卸
売
販
売
業
者

等

同

条

第

三

項

に

規

定

す
る
書
類

同
項
の
小
売
販
売
業
者
の

営
業
所
所
在
地
の
市
町
村

長

同

条

第

四

項

に

規

定

す
る
書
類

同
項
の
小
売
販
売
業
者
で

あ
る
卸
売
販
売
業
者
等
の

営
業
所
所
在
地
の
市
町
村

長

第
二
十
八
条
か
ら
第
三
十
条
ま
で
　
削
除

（
報
告
書
の
作
成
方
法
）

第
三
十
一
条
　
法
第
七
百
五
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る

報
告
書
に
記
載
す
べ
き
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
及

び
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
（
法
第
七
百
五
十
七
条

第
一
号
に
規
定
す
る
税
負
担
軽
減
措
置
等
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
税
負
担
軽
減
措
置
等
」
と
い
う
。
）
の

適
用
の
状
況
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
次
に
掲
げ

る
税
負
担
軽
減
措
置
等
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次

に
定
め
る
も
の
に
基
づ
く
も
の
と
す
る
。

一
　
道
府
県
民
税
、
事
業
税
、
不
動
産
取
得
税
、
軽
油

引
取
税
、
自
動
車
税
、
鉱
区
税
、
市
町
村
民
税
、
狩

猟
税
、
事
業
所
税
及
び
都
市
計
画
税
に
係
る
税
負
担

軽
減
措
置
等
　
総
務
大
臣
が
行
つ
た
地
方
税
の
賦
課

徴
収
の
状
況
に
関
す
る
調
査
の
結
果

二
　
固
定
資
産
税
に
係
る
税
負
担
軽
減
措
置
等
　
法
第

三
百
八
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
が

決
定
し
た
同
項
に
規
定
す
る
価
格
等
に
基
づ
き
算
定

し
た
法
第
七
百
五
十
七
条
第
三
号
に
規
定
す
る
適
用

額
を
集
計
し
た
も
の
、
法
第
四
百
二
十
二
条
の
規
定

に
よ
る
概
要
調
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
、
法
第
七
百

四
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
概
要
調
書
に
記
載

さ
れ
た
事
項
又
は
総
務
大
臣
が
行
つ
た
固
定
資
産
税

の
賦
課
徴
収
の
状
況
に
関
す
る
調
査
の
結
果

２
　
法
第
七
百
五
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
報
告
書
に

記
載
す
べ
き
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び
同
項
第

三
号
に
掲
げ
る
事
項
（
法
第
七
百
五
十
七
条
第
二
号
に

規
定
す
る
租
税
特
別
措
置
の
道
府
県
民
税
、
事
業
税
又

は
市
町
村
民
税
へ
の
影
響
の
状
況
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
は
、
法
第
七
百
五
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
財
務
大
臣
か
ら
提
供
を
受
け
た
法
第
七

百
五
十
七
条
第
五
号
に
規
定
す
る
適
用
実
態
調
査
情
報

に
基
づ
く
も
の
と
す
る
。

（
機
構
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
）

第
三
十
一
条
の
二
　
国
税
通
則
法
第
七
十
四
条
の
十
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
閲
覧
及
び
提
供
（
地
方
税
関
係
手

続
用
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
、
か
つ
、
機
構
を

経
由
し
て
行
う
場
合
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
機
構

は
、
当
該
経
由
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る
こ
と
と
す

る
。

第
三
十
一
条
の
二
の
二
　
機
構
は
、
道
路
運
送
車
両
法
施

行
規
則
第
六
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
国
土
交
通
大
臣

（
道
路
運
送
車
両
法
第
七
十
四
条
の
四
の
規
定
の
適
用

が
あ
る
と
き
は
、
軽
自
動
車
検
査
協
会
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
が
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
道
路

運
送
車
両
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
二
百
五

十
四
号
）
第
十
二
条
の
納
付
の
有
無
の
事
実
の
確
認
を

行
う
場
合
で
あ
つ
て
、
国
土
交
通
大
臣
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
に
登
録
さ
れ
て
い
る
情
報
を
地
方
団
体
の

長
が
そ
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
登
録
さ
れ
て
い

る
情
報
と
照
合
さ
せ
る
こ
と
と
し
て
い
る
と
き
は
、
地
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方
団
体
の
長
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
の
設
置
及
び

管
理
に
関
す
る
事
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
法
第
七
百
八
十
三
条
第
二
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る

事
項
）

第
三
十
一
条
の
三
　
法
第
七
百
八
十
三
条
第
二
項
に
規
定

す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

と
す
る
。

一
　
法
第
七
百
八
十
二
条
第
一
号
に
掲
げ
る
機
構
処
理

税
務
事
務
（
法
第
七
百
六
十
二
条
第
二
号
に
規
定
す

る
機
構
処
理
税
務
事
務
を
い
う
。
次
条
第
一
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
事
項

二
　
法
第
七
百
八
十
二
条
第
二
号
に
掲
げ
る
教
育
及
び

研
修
に
関
す
る
事
項

三
　
法
第
七
百
八
十
二
条
第
三
号
に
掲
げ
る
調
査
研
究

に
関
す
る
事
項

四
　
法
第
七
百
八
十
二
条
第
四
号
に
掲
げ
る
広
報
そ
の

他
の
啓
発
活
動
に
関
す
る
事
項

五
　
法
第
七
百
八
十
二
条
第
五
号
に
掲
げ
る
開
発
及
び

運
用
に
関
す
る
事
項

六
　
法
第
七
百
八
十
二
条
第
六
号
に
掲
げ
る
事
務
の
受

託
に
関
す
る
事
項

七
　
法
第
七
百
八
十
二
条
第
七
号
に
掲
げ
る
情
報
の
提

供
そ
の
他
の
支
援
に
関
す
る
事
項

八
　
そ
の
他
機
構
の
業
務
の
執
行
に
関
し
て
必
要
な

事
項

（
法
第
七
百
八
十
五
条
第
一
項
の
機
構
処
理
税
務
事
務

の
実
施
に
関
し
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
）

第
三
十
一
条
の
四
　
法
第
七
百
八
十
五
条
第
一
項
に
規
定

す
る
機
構
処
理
税
務
事
務
の
実
施
に
関
し
総
務
省
令
で

定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
機
構
処
理
税
務
事
務
の
適
正
な
実
施
に
関
す
る
職

員
の
意
識
の
啓
発
及
び
教
育
に
関
す
る
事
項

二
　
機
構
処
理
税
務
事
務
の
実
施
に
係
る
事
務
を
統
括

管
理
す
る
者
に
関
す
る
事
項

三
　
機
構
処
理
税
務
情
報
（
法
第
七
百
六
十
二
条
第
三

号
に
規
定
す
る
機
構
処
理
税
務
情
報
を
い
う
。
次
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
消
去
を
適
切
に
実
施
す
る
た

め
の
必
要
な
措
置
に
関
す
る
事
項

四
　
機
構
処
理
税
務
情
報
の
漏
え
い
、
滅
失
及
び
毀
損

を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

五
　
機
構
処
理
税
務
事
務
に
関
す
る
帳
簿
、
書
類
、
資

料
及
び
電
磁
的
記
録
媒
体
（
法
第
七
百
六
十
二
条
第

一
号
ロ
に
規
定
す
る
電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体

を
い
う
。
）
の
保
存
に
関
す
る
事
項

六
　
機
構
処
理
税
務
事
務
に
関
し
て
知
り
得
た
秘
密
の

保
持
に
関
す
る
事
項

七
　
機
構
処
理
税
務
事
務
の
実
施
に
係
る
電
子
計
算
機

及
び
端
末
装
置
を
設
置
す
る
場
所
の
入
出
場
の
管
理

そ
の
他
こ
れ
ら
の
施
設
へ
の
不
正
な
ア
ク
セ
ス
を
予

防
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

八
　
機
構
処
理
税
務
事
務
の
実
施
に
係
る
電
子
計
算
機

及
び
端
末
装
置
が
不
正
に
操
作
さ
れ
た
疑
い
が
あ
る

場
合
に
お
け
る
調
査
そ
の
他
不
正
な
操
作
に
対
す
る

必
要
な
措
置
に
関
す
る
事
項

九
　
機
構
処
理
税
務
事
務
の
実
施
に
係
る
監
査
に
関
す

る
事
項

十
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
機
構
処
理
税
務

事
務
の
適
切
な
実
施
を
図
る
た
め
の
必
要
な
措
置
に

関
す
る
事
項

２
　
機
構
は
、
法
第
七
百
八
十
五
条
第
一
項
前
段
の
規
定

に
よ
る
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を

記
載
し
た
申
請
書
に
同
項
に
規
定
す
る
機
構
処
理
事
務

管
理
規
程
を
添
え
て
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

３
　
機
構
は
、
法
第
七
百
八
十
五
条
第
一
項
後
段
の
規
定

に
よ
る
変
更
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
総
務
大
臣
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

二
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

三
　
変
更
の
理
由

（
帳
簿
の
記
載
事
項
）

第
三
十
一
条
の
五
　
法
第
七
百
八
十
九
条
に
規
定
す
る
総

務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

一
　
機
構
を
経
由
し
て
行
つ
て
い
る
地
方
税
関
係
申
告

等
（
法
第
七
百
六
十
二
条
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
通
知

を
い
う
。
次
条
第
一
号
及
び
第
三
十
一
条
の
六
の
二

に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
地
方
税
関
係
通
知
（
法
第

七
百
六
十
二
条
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
通
知
を
い
う
。

次
条
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
状
況
に
関
す
る

記
録

二
　
地
方
税
関
係
手
続
用
電
子
情
報
処
理
組
織
の
運
用

状
況
に
関
す
る
記
録

三
　
法
第
七
百
四
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
行
つ
て
い
る
特
定
徴
収
金
の
収
納
の
事
務
の
状
況

に
関
す
る
記
録

四
　
法
第
七
百
四
十
七
条
の
六
第
三
項
の
規
定
に
基
づ

き
行
つ
て
い
る
特
定
徴
収
金
の
収
納
の
事
務
の
特
定

金
融
機
関
等
へ
の
委
託
に
関
す
る
記
録

五
　
法
第
七
百
四
十
七
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
行
つ
て
い
る
機
構
指
定
納
付
受
託
者
の
指
定
に
関

す
る
記
録

（
機
構
に
お
け
る
機
構
処
理
税
務
事
務
の
実
施
状
況
に

つ
い
て
の
報
告
書
の
作
成
及
び
公
表
）

第
三
十
一
条
の
六
　
法
第
七
百
九
十
条
の
規
定
に
よ
る
報

告
書
の
作
成
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
報
告
書

を
作
成
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
機
構
を
経
由
し
て
行
つ
て
い
る
地
方
税
関
係
申
告

等
及
び
地
方
税
関
係
通
知
の
状
況
に
関
す
る
記
録

二
　
地
方
税
関
係
手
続
用
電
子
情
報
処
理
組
織
の
運
用

状
況
に
関
す
る
記
録

三
　
法
第
七
百
四
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
行
つ
て
い
る
特
定
徴
収
金
の
収
納
の
事
務
の
状
況

に
関
す
る
記
録

四
　
法
第
七
百
四
十
七
条
の
六
第
三
項
の
規
定
に
基
づ

き
行
つ
て
い
る
特
定
徴
収
金
の
収
納
の
事
務
の
特
定

金
融
機
関
等
へ
の
委
託
に
関
す
る
記
録

五
　
法
第
七
百
四
十
七
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
行
つ
て
い
る
機
構
指
定
納
付
受
託
者
の
指
定
に
関

す
る
記
録

（
法
第
七
百
九
十
条
の
二
の
軽
微
な
事
象
等
）

第
三
十
一
条
の
六
の
二
　
法
第
七
百
九
十
条
の
二
の
総
務

省
令
で
定
め
る
軽
微
な
事
象
は
、
地
方
税
関
係
申
告
等

又
は
特
定
徴
収
金
の
納
付
若
し
く
は
納
入
を
行
う
者
の

使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
の
故
障
そ
の
他
の
当
該
事
象

に
よ
る
影
響
を
受
け
る
者
が
限
ら
れ
て
い
る
事
象
と
す

る
。

２
　
法
第
七
百
九
十
条
の
二
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定

め
る
事
項
は
、
同
条
の
事
象
の
状
況
及
び
そ
れ
に
対
す

る
処
置
と
す
る
。

（
財
務
諸
表
に
含
め
る
書
類
）

第
三
十
一
条
の
七
　
法
第
七
百
九
十
三
条
第
一
項
に
規
定

す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
財
産
目
録
及
び
キ

ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書
と
す
る
。

（
閲
覧
期
間
）

第
三
十
一
条
の
八
　
法
第
七
百
九
十
三
条
第
三
項
に
規
定

す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
五
年
間
と
す
る
。

（
電
磁
的
方
法
）

第
三
十
一
条
の
九
　
法
第
七
百
九
十
三
条
第
四
項
に
規
定

す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の

情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
つ
て
総
務
省

令
で
定
め
る
も
の
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す

る
方
法
の
う
ち
送
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に

備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
情
報
の
内
容
を

電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
の

閲
覧
に
供
し
、
当
該
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
の
使
用

に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該

情
報
を
記
録
す
る
方
法
と
す
る
。

（
財
務
諸
表
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る
公
開
の
方
法
）

第
三
十
一
条
の
十
　
法
第
七
百
九
十
三
条
第
四
項
の
規
定

に
よ
る
措
置
は
、
前
条
に
規
定
す
る
方
法
の
う
ち
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
さ
れ
た
自
動
公
衆
送
信
装
置

（
公
衆
の
用
に
供
す
る
電
気
通
信
回
線
に
接
続
す
る
こ

と
に
よ
り
、
そ
の
記
録
媒
体
の
う
ち
自
動
公
衆
送
信
の

用
に
供
す
る
部
分
に
記
録
さ
れ
、
又
は
当
該
装
置
に
入

力
さ
れ
る
情
報
を
自
動
公
衆
送
信
す
る
機
能
を
有
す
る

装
置
を
い
う
。
）
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
会
計
規
程
）

第
三
十
一
条
の
十
一
　
機
構
は
、
業
務
の
開
始
の
際
、
会

計
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
規
程
を
定
め
、
こ
れ
を
総

務
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更

し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

（
市
町
村
の
廃
置
分
合
等
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
昭

和
二
十
九
年
度
の
基
準
財
政
収
入
額
の
算
定
の
方
法
）

第
三
十
二
条
　
地
方
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭

和
三
十
年
法
律
第
百
十
二
号
）
附
則
（
以
下
「
一
部
改

正
法
附
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
三
項
に
規
定
す
る
廃

置
分
合
又
は
境
界
変
更
後
存
続
す
る
市
町
村
の
昭
和
二

十
九
年
度
の
基
準
財
政
収
入
額
の
算
定
方
法
は
、
当
該

廃
置
分
合
又
は
境
界
変
更
の
区
分
に
応
じ
、
左
の
各
号

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
　
廃
置
分
合
に
よ
つ
て
二
以
上
の
市
町
村
の
区
域
を

そ
の
ま
ま
市
町
村
の
区
域
と
し
た
市
町
村
に
つ
い
て

は
、
当
該
廃
置
分
合
前
の
各
市
町
村
の
昭
和
二
十
九

年
度
の
基
準
財
政
収
入
額
を
合
算
し
た
も
の

二
　
廃
置
分
合
に
よ
つ
て
一
の
市
町
村
の
区
域
を
分
割

し
た
市
町
村
に
つ
い
て
は
、
当
該
市
町
村
が
昭
和
二

十
九
年
度
の
初
日
に
存
在
し
た
も
の
と
仮
定
し
た
場

合
に
お
い
て
地
方
交
付
税
法
の
規
定
に
基
き
、
又
は

当
該
規
定
の
例
に
よ
つ
て
計
算
し
た
昭
和
二
十
九
年

度
の
基
準
財
政
収
入
額

三
　
境
界
変
更
に
よ
つ
て
区
域
を
増
し
た
市
町
村
に
つ

い
て
は
、
当
該
境
界
変
更
前
の
当
該
市
町
村
の
昭
和

二
十
九
年
度
の
基
準
財
政
収
入
額
に
当
該
境
界
変
更

に
係
る
区
域
を
基
礎
と
す
る
独
立
の
市
町
村
が
昭
和

二
十
九
年
度
の
初
日
に
存
在
し
た
も
の
と
仮
定
し
た

場
合
に
お
い
て
地
方
交
付
税
法
に
基
き
、
又
は
当
該

規
定
の
例
に
よ
つ
て
算
定
し
た
昭
和
二
十
九
年
度
の

基
準
財
政
収
入
額
を
合
算
し
た
も
の

四
　
境
界
変
更
に
よ
つ
て
区
域
を
減
じ
た
市
町
村
に
つ

い
て
は
、
当
該
境
界
変
更
後
の
当
該
市
町
村
が
昭
和

二
十
九
年
度
の
初
日
に
存
在
し
た
も
の
と
仮
定
し
た

場
合
に
お
い
て
地
方
交
付
税
法
の
規
定
に
基
き
、
又

は
当
該
規
定
の
例
に
よ
つ
て
計
算
し
た
昭
和
二
十
九

年
度
の
基
準
財
政
収
入
額

２
　
前
項
第
一
号
又
は
第
三
号
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該

廃
置
分
合
又
は
境
界
変
更
前
の
市
町
村
で
昭
和
二
十
九

年
度
の
基
準
財
政
収
入
額
が
な
い
も
の
が
あ
る
と
き

は
、
昭
和
二
十
九
年
四
月
二
日
か
ら
当
該
廃
置
分
合
又

は
境
界
変
更
が
あ
つ
た
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
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た
廃
置
分
合
又
は
境
界
変
更
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
市

町
村
に
つ
い
て
同
項
各
号
の
規
定
に
よ
つ
て
計
算
し
た

昭
和
二
十
九
年
度
の
基
準
財
政
収
入
額
を
も
つ
て
、
当

該
市
町
村
の
同
項
第
一
号
又
は
第
三
号
に
規
定
す
る
当

該
廃
置
分
合
前
又
は
境
界
変
更
前
の
昭
和
二
十
九
年
度

の
基
準
財
政
収
入
額
と
み
な
す
。

（
町
村
合
併
前
の
各
市
町
村
の
旧
課
税
限
度
額
の
計
算

の
方
法
）

第
三
十
三
条
　
一
部
改
正
法
附
則
第
二
十
四
項
の
規
定
に

よ
る
旧
課
税
限
度
額
の
計
算
は
、
同
項
に
規
定
す
る
町

村
合
併
前
の
市
町
村
に
つ
い
て
、
町
村
合
併
を
し
た
法

第
三
百
四
十
九
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
大
規
模
の

償
却
資
産
の
所
在
す
る
各
市
町
村
ご
と
に
同
法
同
条
第

一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
三
百
四
十
九
条
の
五
の
規

定
を
適
用
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
大
規
模
償
却
資

産
に
対
し
て
課
す
る
こ
と
の
で
き
る
固
定
資
産
税
の
課

税
標
準
と
な
る
べ
き
額
を
合
算
し
て
行
う
も
の
と
す

る
。

（
電
子
文
書
法
に
基
づ
く
電
磁
的
記
録
に
よ
る
保
存
）

第
三
十
四
条
　
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に

お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
六
年
法
律
第
百
四
十
九
号
。
以
下
「
電
子
文
書

法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め

る
保
存
（
電
子
文
書
法
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
保

存
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

は
、
法
第
七
百
四
十
七
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
く
書
面
（
電
子
文
書
法
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る

書
面
を
い
う
。
次
条
か
ら
第
三
十
七
条
ま
で
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
保
存
と
す
る
。

第
三
十
五
条
　
民
間
事
業
者
等
（
電
子
文
書
法
第
二
条
第

一
号
に
規
定
す
る
民
間
事
業
者
等
を
い
う
。
以
下
こ
の

条
及
び
第
三
十
七
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
電
子
文

書
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
前
条
に
規
定

す
る
書
面
の
保
存
に
代
え
て
当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的

記
録
（
電
子
文
書
法
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
電
磁

的
記
録
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
三
十
七
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
保
存
を
行
う
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る

方
法
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
作
成
（
電
子
文
書
法
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る

作
成
を
い
う
。
次
条
及
び
第
三
十
七
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
さ
れ
た
電
磁
的
記
録
を
民
間
事
業
者
等
の
使

用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又

は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他

こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実

に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
（
次
号
及
び
第

三
十
七
条
に
お
い
て
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
」
と
い

う
。
）
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
よ
り
保
存

す
る
方
法

二
　
書
面
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
を
ス
キ
ャ
ナ
（
こ

れ
に
準
ず
る
画
像
読
取
装
置
を
含
む
。
）
に
よ
り
読

み
取
つ
て
で
き
た
電
磁
的
記
録
を
民
間
事
業
者
等
の

使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル

又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
を
も
つ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ

ル
に
よ
り
保
存
す
る
方
法

２
　
民
間
事
業
者
等
が
、
前
項
各
号
の
規
定
に
基
づ
く
電

磁
的
記
録
の
保
存
を
行
う
場
合
は
、
当
該
記
録
を
必
要

に
応
じ
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
直
ち
に

表
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
電
子
文
書
法
に
基
づ
く
電
磁
的
記
録
に
よ
る
作
成
）

第
三
十
六
条
　
電
子
文
書
法
第
四
条
第
一
項
の
主
務
省
令

で
定
め
る
作
成
は
、
法
第
七
百
四
十
七
条
の
十
一
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
く
書
面
の
作
成
と
す
る
。

第
三
十
七
条
　
民
間
事
業
者
等
が
、
電
子
文
書
法
第
四
条

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
前
条
に
規
定
す
る
書
面
の

作
成
に
代
え
て
当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
作
成

を
行
う
場
合
は
、
民
間
事
業
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子

計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法
又

は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
を
も
つ
て
調
製
す
る
方
法
に
よ
り

作
成
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
定
徴
収
金
に
係
る
納
付
書
等
の
様
式
）

第
三
十
八
条
　
納
税
義
務
者
又
は
特
別
徴
収
義
務
者
は
、

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
地
方
税
に
係
る
地
方
団
体
の

徴
収
金
及
び
森
林
環
境
税
に
係
る
徴
収
金
（
森
林
環
境

税
及
び
森
林
環
境
譲
与
税
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十

一
年
法
律
第
三
号
）
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
森
林

環
境
税
に
係
る
徴
収
金
を
い
う
。
）
を
第
二
十
四
条
の

四
十
三
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
納
付

し
、
又
は
納
入
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下

欄
に
掲
げ
る
様
式
を
添
え
て
納
付
し
、
又
は
納
入
す
る

も
の
と
す
る
。

一
　
給
与
所
得
に
係
る
個
人
の
道
府
県
民

税
、
個
人
の
市
町
村
民
税
及
び
森
林
環
境

税
（
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
り
納
入
す
る

も
の
に
限
る
。
）

第
五
号
の
十

五
の
二
様
式

二
　
法
人
の
道
府
県
民
税
若
し
く
は
法
第

七
百
三
十
四
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に

よ
り
都
が
そ
の
特
別
区
の
存
す
る
区
域
内

に
お
い
て
法
人
に
対
し
て
課
す
る
都
民
税

又
は
法
人
の
事
業
税
及
び
特
別
法
人
事
業

税

第
十
二
号
の

二
の
二
様
式

三
　
利
子
等
に
係
る
道
府
県
民
税

第
十
二
号
の

六
の
二
様
式

四
　
特
定
配
当
等
に
係
る
道
府
県
民
税

（
第
六
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

第
十
二
号
の

九
の
二
様
式

五
　
特
定
株
式
等
譲
渡
所
得
金
額
に
係
る

道
府
県
民
税

第
十
二
号
の

十
二
の
二
様

式

六
　
特
定
配
当
等
に
係
る
道
府
県
民
税

（
法
附
則
第
三
十
三
条
の
二
の
二
第
一
項
又

は
附
則
第
三
十
五
条
の
二
の
五
第
二
項
の

規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

第
十
二
号
の

十
五
の
二
様

式

七
　
道
府
県
た
ば
こ
税
（
申
告
納
付
の
方

法
に
よ
り
納
付
す
る
も
の
に
限
る
。
）

第
十
六
号
の

四
の
二
様
式

八
　
法
人
の
市
町
村
民
税

第
二
十
二
号

の
四
の
二
様

式

九
　
市
町
村
た
ば
こ
税
（
申
告
納
付
の
方

法
に
よ
り
納
付
す
る
も
の
に
限
る
。
）

第
三
十
四
号

の
二
の
五
の

二
様
式

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
但

し
、
第
九
条
の
規
定
は
、
入
場
税
法
（
昭
和
二
十
九
年

法
律
第
九
十
六
号
）
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
適
用
区
分
）

第
一
条
の
二
　
こ
の
府
令
の
規
定
は
、
こ
の
附
則
に
お
い

て
特
別
の
定
が
あ
る
も
の
を
除
く
外
、
法
人
（
法
人
税

法
第
四
条
の
法
人
を
除
く
。
）
の
道
府
県
民
税
に
関
す

る
部
分
は
昭
和
二
十
九
年
四
月
一
日
の
属
す
る
事
業
年

度
分
か
ら
、
法
人
の
行
う
事
業
に
対
す
る
事
業
税
に
関

す
る
部
分
は
昭
和
二
十
九
年
一
月
一
日
の
属
す
る
事
業

年
度
分
か
ら
、
市
町
村
民
税
の
法
人
税
割
に
関
す
る
部

分
は
昭
和
二
十
九
年
四
月
一
日
の
属
す
る
事
業
年
度
分

か
ら
、
そ
の
他
の
部
分
（
娯
楽
施
設
利
用
税
に
関
す
る

部
分
を
除
く
。
）
は
昭
和
二
十
九
年
度
分
か
ら
適
用
す

る
。

（
昭
和
二
十
八
年
度
分
以
前
の
地
方
税
）

第
一
条
の
三
　
昭
和
二
十
八
年
度
分
以
前
の
地
方
税
（
法

人
の
行
う
事
業
に
対
す
る
事
業
税
に
あ
つ
て
は
昭
和
二

十
九
年
一
月
一
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
直
前
の
事
業

年
度
以
前
の
分
、
入
場
税
に
あ
つ
て
は
入
場
税
法
施
行

の
日
の
前
日
以
前
の
分
、
市
町
村
民
税
の
法
人
税
割
に

あ
つ
て
は
昭
和
二
十
九
年
四
月
一
日
の
属
す
る
事
業
年

度
の
直
前
の
事
業
年
度
以
前
の
分
）
に
つ
い
て
は
、
な

お
、
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
居
住
用
財
産
の
買
換
え
等
の
場
合
の
譲
渡
損
失
の
損

益
通
算
及
び
繰
越
控
除
）

第
二
条
　
法
附
則
第
四
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
市

町
村
長
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
納
税
義
務
者
は
、

同
号
に
規
定
す
る
取
得
期
限
の
属
す
る
年
の
翌
年
三
月

十
五
日
ま
で
に
、
特
定
譲
渡
（
同
号
に
規
定
す
る
特
定

譲
渡
を
い
う
。
第
三
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を

し
た
譲
渡
資
産
（
同
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
譲

渡
資
産
を
い
う
。
第
三
項
第
一
号
イ
及
び
第
四
項
第
一

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
同
条
第
一
項
第
一
号

の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
旨
、
同
号
の
特
定
非
常
災

害
と
し
て
指
定
さ
れ
た
非
常
災
害
に
基
因
す
る
や
む
を

得
な
い
事
情
に
よ
り
買
換
資
産
（
同
号
に
規
定
す
る
買

換
資
産
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

取
得
（
同
号
に
規
定
す
る
取
得
を
い
う
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
を
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
事
情
の
詳
細
、
取
得
を
す
る
予
定
の
買
換
資

産
の
取
得
予
定
年
月
日
及
び
そ
の
取
得
価
額
の
見
積
額

そ
の
他
の
明
細
を
記
載
し
た
申
請
書
に
、
当
該
非
常
災

害
に
基
因
す
る
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
買
換
資
産

の
取
得
を
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
事

情
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
、
当
該
市
町
村
長
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
市
町
村
長
に
お

い
て
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に

は
、
当
該
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

２
　
法
附
則
第
四
条
第
七
項
第
二
号
又
は
第
十
三
項
第
二

号
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
四
十

五
条
の
二
第
四
項
又
は
第
三
百
十
七
条
の
二
第
四
項
の

規
定
に
よ
る
申
告
書
の
様
式
は
、
第
五
号
の
四
様
式
に

よ
る
も
の
と
す
る
。

３
　
法
附
則
第
四
条
第
十
四
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式
に
よ
つ
て
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一
　
特
定
譲
渡
の
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
十
二
月
三
十

一
日
ま
で
に
買
換
資
産
の
取
得
を
し
な
い
場
合

イ
　
譲
渡
資
産
の
所
在
地
及
び
当
該
譲
渡
の
年
月
日

ロ
　
当
該
買
換
資
産
の
取
得
を
し
な
い
こ
と
と
な
つ

た
旨

ハ
　
当
該
納
税
義
務
者
の
氏
名
、
住
所
及
び
個
人

番
号

ニ
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

二
　
買
換
資
産
の
取
得
を
し
た
日
の
属
す
る
年
の
十
二

月
三
十
一
日
に
お
い
て
当
該
買
換
資
産
に
係
る
法
附

則
第
四
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
住
宅
借
入
金

等
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
住
宅
借
入
金
等
」
と

い
う
。
）
の
金
額
を
有
し
な
い
場
合

イ
　
前
号
イ
、
ハ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
事
項

ロ
　
取
得
を
し
た
買
換
資
産
の
所
在
地
及
び
当
該
取

得
の
年
月
日

ハ
　
当
該
買
換
資
産
に
係
る
住
宅
借
入
金
等
の
金
額

を
有
し
な
い
こ
と
と
な
つ
た
旨
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三
　
買
換
資
産
の
取
得
を
し
た
日
の
属
す
る
年
の
翌
年

十
二
月
三
十
一
日
ま
で
に
当
該
買
換
資
産
を
そ
の
者

の
居
住
の
用
に
供
し
な
い
場
合

イ
　
前
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
事
項

ロ
　
当
該
買
換
資
産
を
居
住
の
用
に
供
し
な
い
こ
と

と
な
つ
た
旨

４
　
法
附
則
第
四
条
第
十
五
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
に
よ
つ
て
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
譲
渡
資
産
の
所
在
地
及
び
当
該
譲
渡
の
年
月
日

二
　
取
得
を
し
た
買
換
資
産
の
所
在
地
及
び
当
該
取
得

の
年
月
日

三
　
当
該
買
換
資
産
を
居
住
の
用
に
供
し
な
い
こ
と
と

な
つ
た
旨

四
　
当
該
納
税
義
務
者
の
氏
名
、
住
所
及
び
個
人
番
号

五
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

５
　
前
年
中
に
生
じ
た
法
附
則
第
四
条
第
一
項
第
二
号
に

規
定
す
る
通
算
後
譲
渡
損
失
の
金
額
に
つ
い
て
、
同
条

第
四
項
又
は
第
十
項
の
規
定
に
よ
つ
て
、
そ
の
損
失
の

生
じ
た
年
の
末
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
々
年
度
以
降
の

年
度
分
の
道
府
県
民
税
又
は
市
町
村
民
税
の
法
附
則
第

三
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
に
規
定
す
る
長
期

譲
渡
所
得
の
金
額
、
法
附
則
第
三
十
五
条
第
一
項
若
し

く
は
第
五
項
に
規
定
す
る
短
期
譲
渡
所
得
の
金
額
、
総

所
得
金
額
、
退
職
所
得
金
額
又
は
山
林
所
得
金
額
の
計

算
上
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
道
府
県
民
税
又
は
市
町

村
民
税
の
納
税
義
務
者
は
、
法
第
四
十
五
条
の
二
第
一

項
若
し
く
は
第
三
百
十
七
条
の
二
第
一
項
の
申
告
書
又

は
法
第
四
十
五
条
の
二
第
三
項
若
し
く
は
第
三
百
十
七

条
の
二
第
三
項
の
申
告
書
（
法
附
則
第
四
条
第
七
項
第

二
号
又
は
第
十
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
適
用
さ
れ
る
法
第
四
十
五
条
の
二
第
四
項
又
は
第
三

百
十
七
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
含

む
。
）
に
、
第
五
十
五
号
様
式
に
よ
る
附
属
申
告
書
を

添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
定
居
住
用
財
産
の
譲
渡
損
失
の
損
益
通
算
及
び
繰

越
控
除
）

第
二
条
の
二
　
法
附
則
第
四
条
の
二
第
七
項
第
二
号
又
は

第
十
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ

れ
る
法
第
四
十
五
条
の
二
第
四
項
又
は
第
三
百
十
七
条

の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の
様
式
は
、
第
五

号
の
四
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
年
中
に
生
じ
た
法
附
則
第
四
条
の
二
第
一
項
第
二

号
に
規
定
す
る
通
算
後
譲
渡
損
失
の
金
額
に
つ
い
て
、

同
条
第
四
項
又
は
第
十
項
の
規
定
に
よ
つ
て
、
そ
の
損

失
の
生
じ
た
年
の
末
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
々
年
度
以

降
の
年
度
分
の
道
府
県
民
税
又
は
市
町
村
民
税
の
法
附

則
第
三
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
に
規
定
す
る

長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
、
法
附
則
第
三
十
五
条
第
一
項

若
し
く
は
第
五
項
に
規
定
す
る
短
期
譲
渡
所
得
の
金

額
、
総
所
得
金
額
、
退
職
所
得
金
額
又
は
山
林
所
得
金

額
の
計
算
上
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
道
府
県
民
税
又

は
市
町
村
民
税
の
納
税
義
務
者
は
、
法
第
四
十
五
条
の

二
第
一
項
若
し
く
は
第
三
百
十
七
条
の
二
第
一
項
の
申

告
書
又
は
法
第
四
十
五
条
の
二
第
三
項
若
し
く
は
第
三

百
十
七
条
の
二
第
三
項
の
申
告
書
（
法
附
則
第
四
条
の

二
第
七
項
第
二
号
又
は
第
十
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
四
十
五
条
の
二
第
四

項
又
は
第
三
百
十
七
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
申

告
書
を
含
む
。
）
に
、
第
五
十
五
号
の
二
様
式
に
よ
る

附
属
申
告
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
附
則
第
五
条
の
四
第
三
項
又
は
第
八
項
に
規
定
す

る
申
告
書
の
提
出
）

第
二
条
の
三
　
法
附
則
第
五
条
の
四
第
三
項
又
は
第
八
項

の
申
告
書
の
様
式
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す

る
。

一
　
所
得
税
法
第
百
九
十
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
、

か
つ
、
法
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
百
十

七
条
の
二
第
一
項
の
申
告
書
を
提
出
し
な
い
者
　
第

五
十
五
号
の
三
様
式

二
　
前
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
　
第
五
十
五
号
の
四

様
式

２
　
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
は
、
同
号
に
定
め
る
様
式

に
よ
る
申
告
書
に
所
得
税
法
第
二
百
二
十
六
条
第
一
項

に
規
定
す
る
源
泉
徴
収
票
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
の
寄
附
金
税
額
控
除

に
係
る
申
告
特
例
申
請
書
等
の
様
式
）

第
二
条
の
四
　
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
の
寄
附
金

税
額
控
除
に
係
る
申
告
の
特
例
等
に
係
る
次
の
表
の
上

欄
に
掲
げ
る
文
書
の
様
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
下
欄
に

掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

文
書
の
種
類

様
式

（
一
）
　
申
告
特
例
申
請
書
（
法
附
則
第
七

条
第
三
項
及
び
第
十
項
の
申
請
書
）

第
五
十
五
号

の
五
様
式

（
二
）
　
申
告
特
例
申
請
事
項
変
更
届
出
書

（
法
附
則
第
七
条
第
四
項
及
び
第
十
一
項
の

変
更
届
出
）

第
五
十
五
号

の
六
様
式

（
三
）
　
申
告
特
例
通
知
書
（
法
附
則
第
七

条
第
五
項
及
び
第
十
二
項
の
申
告
特
例
通

知
書
）

第
五
十
五
号

の
七
様
式

（
法
附
則
第
七
条
第
三
項
第
五
号
及
び
第
十
項
第
五
号

に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
）

第
二
条
の
五
　
法
附
則
第
七
条
第
三
項
第
五
号
及
び
第
十

項
第
五
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、

同
条
第
三
項
第
三
号
及
び
第
十
項
第
三
号
に
掲
げ
る
地

方
団
体
に
対
す
る
寄
附
金
の
額
を
支
出
し
た
年
月
日
並

び
に
個
人
番
号
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
と
す

る
。

（
法
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
の
特
定
寄
附

金
税
額
控
除
に
係
る
添
付
書
類
）

第
二
条
の
六
　
法
附
則
第
八
条
の
二
の
二
第
二
項
に
規
定

す
る
控
除
の
対
象
と
な
る
特
定
寄
附
金
の
額
、
控
除
を

受
け
る
金
額
及
び
当
該
金
額
の
計
算
に
関
す
る
明
細
を

記
載
し
た
総
務
省
令
で
定
め
る
書
類
の
様
式
は
、
第
七

号
の
三
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２
　
法
附
則
第
八
条
の
二
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定

寄
附
金
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
と
し
て
総
務

省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
同
条
第
一
項
の
法
人
が
支
出

し
た
寄
附
金
を
受
け
た
同
項
に
規
定
す
る
認
定
地
方
公

共
団
体
（
第
四
項
及
び
次
条
第
二
項
に
お
い
て
「
認
定

地
方
公
共
団
体
」
と
い
う
。
）
が
当
該
寄
附
金
の
受
領

に
つ
い
て
地
域
再
生
法
施
行
規
則
（
平
成
十
七
年
内
閣

府
令
第
五
十
三
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

交
付
す
る
書
類
の
写
し
と
す
る
。

３
　
法
附
則
第
八
条
の
二
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
控
除

の
対
象
と
な
る
特
定
寄
附
金
の
額
、
控
除
を
受
け
る
金

額
及
び
当
該
金
額
の
計
算
に
関
す
る
明
細
を
記
載
し
た

総
務
省
令
で
定
め
る
書
類
の
様
式
は
、
第
二
十
号
の
五

様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

４
　
法
附
則
第
八
条
の
二
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
特
定

寄
附
金
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
と
し
て
総
務

省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
同
条
第
四
項
の
法
人
が
支
出

し
た
寄
附
金
を
受
け
た
認
定
地
方
公
共
団
体
が
当
該
寄

附
金
の
受
領
に
つ
い
て
地
域
再
生
法
施
行
規
則
第
十
四

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
す
る
書
類
の
写
し
と
す

る
。

（
法
人
の
都
民
税
の
特
定
寄
附
金
税
額
控
除
に
係
る
添

付
書
類
）

第
二
条
の
六
の
二
　
法
附
則
第
八
条
の
二
の
二
第
七
項
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
七
百
三
十

四
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
附
則
第
八
条
の
二

の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
控
除
の
対
象
と
な
る
特
定
寄

附
金
の
額
、
控
除
を
受
け
る
金
額
及
び
当
該
金
額
の
計

算
に
関
す
る
明
細
を
記
載
し
た
総
務
省
令
で
定
め
る
書

類
の
様
式
は
、
第
七
号
の
三
様
式
に
よ
る
も
の
と
す

る
。

２
　
法
附
則
第
八
条
の
二
の
二
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
七
百
三
十
四
条
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
附
則
第
八
条
の
二
の
二
第
五
項
に

規
定
す
る
特
定
寄
附
金
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書

類
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
同
条
第
七
項

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
七
百
三

十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
附
則
第
八
条
の

二
の
二
第
四
項
の
法
人
が
支
出
し
た
寄
附
金
を
受
け
た

認
定
地
方
公
共
団
体
が
当
該
寄
附
金
の
受
領
に
つ
い
て

地
域
再
生
法
施
行
規
則
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
交
付
す
る
書
類
の
写
し
と
す
る
。

（
政
令
附
則
第
五
条
の
七
の
金
額
）

第
二
条
の
六
の
三
　
政
令
附
則
第
五
条
の
七
に
規
定
す
る

総
務
省
令
で
定
め
る
金
額
は
、
会
社
法
第
四
百
三
十
一

条
又
は
第
六
百
十
四
条
に
規
定
す
る
一
般
に
公
正
妥
当

と
認
め
ら
れ
る
企
業
会
計
の
慣
行
に
従
い
、
会
社
計
算

規
則
の
規
定
に
基
づ
き
計
算
し
た
同
令
第
七
十
六
条
第

二
項
第
三
号
又
は
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
資
本
剰

余
金
の
金
額
（
同
法
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
会
社

以
外
の
法
人
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
ら
に
準
ず
る
金
額
）

と
す
る
。

（
法
附
則
第
九
条
第
七
項
に
規
定
す
る
未
収
金
）

第
二
条
の
七
　
法
附
則
第
九
条
第
七
項
第
二
号
に
規
定
す

る
未
収
金
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
東
京
湾
横

断
道
路
事
業
会
計
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
建
設
省
令
第

一
号
）
別
表
第
一
に
規
定
す
る
建
設
事
業
未
収
入
金
と

す
る
。

（
政
令
附
則
第
六
条
の
二
第
二
項
の
配
電
事
業
に
係
る

定
期
支
払
額
と
し
て
支
払
う
べ
き
金
額
）

第
二
条
の
七
の
二
　
政
令
附
則
第
六
条
の
二
第
二
項
第
二

号
に
規
定
す
る
法
附
則
第
九
条
第
八
項
第
二
号
に
規
定

す
る
配
電
事
業
に
係
る
定
期
支
払
額
と
し
て
同
号
に
規

定
す
る
一
般
送
配
電
事
業
を
行
う
法
人
に
対
し
て
支
払

う
べ
き
金
額
及
び
政
令
附
則
第
六
条
の
二
第
二
項
第
三

号
に
規
定
す
る
法
附
則
第
九
条
第
八
項
第
二
号
に
規
定

す
る
配
電
事
業
に
係
る
定
期
支
払
額
と
し
て
同
項
第
三

号
に
規
定
す
る
配
電
事
業
を
行
う
法
人
に
対
し
て
支
払

う
べ
き
金
額
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
金
額
は
、
電

気
事
業
会
計
規
則
（
昭
和
四
十
年
通
商
産
業
省
令
第
五

十
七
号
）
別
表
第
一
に
規
定
す
る
配
電
事
業
に
係
る
譲

受
価
格
・
借
受
価
格
等
の
定
期
支
払
額
と
し
て
支
払
う

べ
き
金
額
と
す
る
。

（
法
附
則
第
九
条
第
二
十
一
項
の
取
引
）

第
二
条
の
八
　
法
附
則
第
九
条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る

特
定
吸
収
分
割
会
社
と
特
定
吸
収
分
割
承
継
会
社
と
の

間
で
行
う
取
引
の
う
ち
、
電
気
の
安
定
供
給
の
確
保
の

た
め
必
要
な
も
の
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

は
、
電
気
事
業
会
計
規
則
附
則
第
四
項
に
規
定
す
る
特

定
分
割
取
引
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
当
該
取
引
に
係
る
収

益
を
同
令
附
則
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
分
割
取
引
収

益
に
整
理
す
る
こ
と
に
つ
い
て
同
項
の
承
認
を
受
け
た

取
引
と
す
る
。
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（
法
附
則
第
九
条
第
二
十
二
項
の
原
子
力
損
害
の
賠
償

に
要
す
る
金
銭
に
相
当
す
る
金
額
等
）

第
二
条
の
九
　
法
附
則
第
九
条
第
二
十
二
項
に
規
定
す
る

原
子
力
損
害
の
賠
償
に
要
す
る
金
銭
に
相
当
す
る
金
額

と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
金
額
は
、
同
項
に
規
定
す

る
一
般
送
配
電
事
業
者
が
同
項
に
規
定
す
る
発
電
事
業

者
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
交
付
す
る
も
の
に
あ

つ
て
は
賠
償
負
担
金
相
当
金
（
電
気
事
業
法
施
行
規
則

（
平
成
七
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
七
号
）
第
四
十
五

条
の
二
十
一
の
十
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
賠
償
負

担
金
相
当
金
を
い
う
。
）
の
額
と
し
、
法
附
則
第
九
条

第
二
十
二
項
に
規
定
す
る
配
電
事
業
者
が
同
項
に
規
定

す
る
一
般
送
配
電
事
業
者
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

に
交
付
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
当
該
配
電
事
業
者
が
同

令
第
四
十
五
条
の
二
十
一
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

当
該
一
般
送
配
電
事
業
者
か
ら
回
収
さ
れ
る
金
銭
の
額

と
す
る
。

２
　
法
附
則
第
九
条
第
二
十
二
項
に
規
定
す
る
原
子
力
発

電
工
作
物
の
廃
止
に
要
す
る
金
銭
に
相
当
す
る
金
額
と

し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
金
額
は
、
同
項
に
規
定
す
る

一
般
送
配
電
事
業
者
が
同
項
に
規
定
す
る
発
電
事
業
者

で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
交
付
す
る
も
の
に
あ
つ

て
は
廃
炉
円
滑
化
負
担
金
相
当
金
（
電
気
事
業
法
施
行

規
則
第
四
十
五
条
の
二
十
一
の
十
三
第
一
項
第
三
号
に

規
定
す
る
廃
炉
円
滑
化
負
担
金
相
当
金
を
い
う
。
）
の

額
と
し
、
法
附
則
第
九
条
第
二
十
二
項
に
規
定
す
る
配

電
事
業
者
が
同
項
に
規
定
す
る
一
般
送
配
電
事
業
者
で

総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
交
付
す
る
も
の
に
あ
つ
て

は
当
該
配
電
事
業
者
が
同
令
第
四
十
五
条
の
二
十
一
の

十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
一
般
送
配
電
事
業
者

か
ら
回
収
さ
れ
る
金
銭
の
額
と
す
る
。

３
　
法
附
則
第
九
条
第
二
十
二
項
に
規
定
す
る
発
電
事
業

者
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
原
子
力
発
電
事
業

者
（
電
気
事
業
法
施
行
規
則
第
四
十
五
条
の
二
十
一
の

九
第
一
項
に
規
定
す
る
原
子
力
発
電
事
業
者
を
い
う
。
）

と
す
る
。

４
　
法
附
則
第
九
条
第
二
十
二
項
に
規
定
す
る
一
般
送
配

電
事
業
者
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
電
気
事
業

法
施
行
規
則
第
四
十
五
条
の
二
十
一
の
十
第
一
項
及
び

第
四
十
五
条
の
二
十
一
の
十
三
第
一
項
の
通
知
を
受
け

た
電
気
事
業
法
第
二
条
第
一
項
第
九
号
に
規
定
す
る
一

般
送
配
電
事
業
者
と
す
る
。

（
法
附
則
第
九
条
第
二
十
三
項
の
取
引
）

第
二
条
の
十
　
法
附
則
第
九
条
第
二
十
三
項
に
規
定
す
る

特
定
吸
収
分
割
会
社
と
特
定
吸
収
分
割
承
継
会
社
と
の

間
で
行
う
取
引
の
う
ち
、
ガ
ス
の
安
定
供
給
の
確
保
の

た
め
必
要
な
も
の
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

は
、
ガ
ス
事
業
会
計
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
通
商
産
業

省
令
第
十
五
号
）
附
則
第
四
項
に
規
定
す
る
特
定
分
割

取
引
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
当
該
取
引
に
係
る
収
益
を
同

令
附
則
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
分
割
取
引
収
益
に
整

理
す
る
こ
と
に
つ
い
て
同
項
の
承
認
を
受
け
た
取
引
と

す
る
。

（
政
令
附
則
第
六
条
の
二
第
十
三
項
の
金
額
）

第
二
条
の
十
一
　
政
令
附
則
第
六
条
の
二
第
十
三
項
に
規

定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
金
額
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額

と
す
る
。

一
　
電
気
供
給
業
を
行
う
法
人
が
小
売
電
気
事
業
（
電

気
事
業
法
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
小
売

電
気
事
業
を
い
う
。
）
を
行
う
場
合
　
広
域
的
運
営

推
進
機
関
に
対
し
て
支
払
う
べ
き
拠
出
金
（
地
方
税

法
施
行
規
則
附
則
第
二
条
の
十
一
各
号
に
規
定
す
る

拠
出
金
を
定
め
る
告
示
（
令
和
六
年
経
済
産
業
省
告

示
第
六
十
五
号
。
次
号
に
お
い
て
「
拠
出
金
告
示
」

と
い
う
。
）
第
一
号
に
規
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の

金
額

二
　
電
気
供
給
業
を
行
う
法
人
が
一
般
送
配
電
事
業

（
電
気
事
業
法
第
二
条
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る

一
般
送
配
電
事
業
を
い
う
。
）
又
は
配
電
事
業
（
同

項
第
十
一
号
の
二
に
規
定
す
る
配
電
事
業
を
い
う
。
）

を
行
う
場
合
　
広
域
的
運
営
推
進
機
関
に
対
し
て
支

払
う
べ
き
拠
出
金
（
拠
出
金
告
示
各
号
に
規
定
す
る

も
の
に
限
る
。
）
の
金
額

（
法
人
の
事
業
税
の
特
定
寄
附
金
税
額
控
除
に
係
る
添

付
書
類
）

第
三
条
　
法
附
則
第
九
条
の
二
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る

控
除
の
対
象
と
な
る
特
定
寄
附
金
の
額
、
控
除
を
受
け

る
金
額
及
び
当
該
金
額
の
計
算
に
関
す
る
明
細
を
記
載

し
た
総
務
省
令
で
定
め
る
書
類
の
様
式
は
、
第
七
号
の

三
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２
　
法
附
則
第
九
条
の
二
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定

寄
附
金
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
と
し
て
総
務

省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
同
条
第
一
項
の
法
人
が
支
出

し
た
寄
附
金
を
受
け
た
同
項
に
規
定
す
る
認
定
地
方
公

共
団
体
が
当
該
寄
附
金
の
受
領
に
つ
い
て
地
域
再
生
法

施
行
規
則
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
す
る

書
類
の
写
し
と
す
る
。

（
譲
渡
割
に
係
る
処
分
に
関
す
る
不
服
審
査
等
の
特
例
）

第
三
条
の
二
　
法
附
則
第
九
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
税
務
署
長
が
消
費
税
の
賦
課
徴
収
の
例
に
よ
り
消
費

税
と
併
せ
て
賦
課
徴
収
を
行
う
譲
渡
割
に
関
す
る
処
分

は
、
不
服
申
立
て
及
び
訴
訟
に
つ
い
て
は
、
国
税
に
関

す
る
法
律
に
基
づ
く
処
分
と
み
な
し
て
、
国
税
通
則
法

施
行
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
大
蔵
省
令
第
二
十
八
号
）

第
十
二
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
同
条
第
一
項
中
「
消
費
税
を
い
う
。
）
」
と
あ
る
の

は
「
消
費
税
を
い
う
。
）
、
地
方
消
費
税
の
譲
渡
割
」

と
、
「
当
該
国
税
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
国
税
又
は
地

方
消
費
税
の
譲
渡
割
」
と
、
同
条
第
二
項
第
二
号
中

「
国
税
の
」
と
あ
る
の
は
「
国
税
又
は
地
方
消
費
税
の

譲
渡
割
の
」
と
す
る
。

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
告
の
特
例
）

第
三
条
の
二
の
二
　
法
附
則
第
九
条
の
五
後
段
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
法
第
七
十
二
条
の
八
十
九
の
二

第
一
項
の
事
業
者
が
同
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定

す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
同
項
に
規
定
す

る
申
告
書
記
載
事
項
（
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
に
お

い
て
「
申
告
書
記
載
事
項
」
と
い
う
。
）
を
提
供
し
よ

う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
届
出
そ
の
他
の
手
続
に
つ
い

て
は
、
国
税
関
係
法
令
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用

し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
五
年
財

務
省
令
第
七
十
一
号
）
第
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま

で
、
第
六
項
及
び
第
七
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る

国
税
関
係
法
令
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行

政
の
推
進
等
に
関
す
る
省
令
第
四
条
第
一
項
の
届
出

は
、
法
附
則
第
九
条
の
五
後
段
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
ら
れ
た
法
第
七
十
二
条
の
八
十
九
の
二
第
一
項
の
事

業
者
（
法
第
七
十
二
条
の
八
十
の
二
第
三
項
に
規
定
す

る
受
託
事
業
者
を
除
く
。
）
が
資
本
金
の
額
又
は
出
資

の
金
額
が
一
億
円
を
超
え
る
法
人
に
該
当
す
る
こ
と
と

な
つ
た
日
か
ら
一
月
以
内
（
当
該
法
人
が
新
た
に
設
立

さ
れ
た
も
の
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
法
人
で
あ
る
場

合
に
は
、
そ
の
設
立
の
日
か
ら
二
月
以
内
）
に
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
そ
の
設
立
の
時
に
お
け
る
資
本
金
の
額
、
出
資
の

金
額
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
と
し
て
消
費
税

法
施
行
令
（
昭
和
六
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
号
）

第
六
十
三
条
の
三
第
一
項
で
定
め
る
金
額
が
一
億
円

を
超
え
る
法
人
（
法
人
税
法
第
二
条
第
四
号
に
規
定

す
る
外
国
法
人
を
除
く
。
）

二
　
保
険
業
法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
相
互
会
社

三
　
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
八
号
）
第
二
条
第
十
二
項

に
規
定
す
る
投
資
法
人
（
第
一
号
に
掲
げ
る
法
人
を

除
く
。
）

四
　
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律

第
百
五
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
目
的

会
社
（
第
一
号
に
掲
げ
る
法
人
を
除
く
。
）

五
　
国
又
は
地
方
公
共
団
体

３
　
法
附
則
第
九
条
の
五
後
段
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

ら
れ
た
法
第
七
十
二
条
の
八
十
九
の
二
第
一
項
に
規
定

す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
同
項
に
規
定
す
る

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
、
申
告
書
記
載
事
項

を
入
力
し
て
送
信
す
る
方
法
と
す
る
。

４
　
法
附
則
第
九
条
の
五
後
段
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

ら
れ
た
法
第
七
十
二
条
の
八
十
九
の
二
第
一
項
の
事
業

者
が
同
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報

処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
申
告
書
記
載
事
項
の
提
供

に
つ
い
て
は
、
国
税
関
係
法
令
に
係
る
情
報
通
信
技
術

を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
省
令
第
五
条
第

一
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

５
　
法
附
則
第
九
条
の
五
後
段
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

ら
れ
た
法
第
七
十
二
条
の
八
十
九
の
二
第
一
項
の
事
業

者
が
同
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報

処
理
組
織
を
使
用
し
て
申
告
書
記
載
事
項
を
提
供
す
る

場
合
に
は
、
同
項
の
事
業
者
は
、
国
税
関
係
法
令
に
係

る
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す

る
省
令
第
六
条
第
一
項
（
第
四
号
に
係
る
部
分
を
除

く
。
）
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
そ
の
名
称
を
明
ら
か
に

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
譲
渡
割
に
係
る
徴
収
取
扱
費
の
国
庫
納
付
）

第
三
条
の
二
の
三
　
道
府
県
知
事
は
、
法
附
則
第
九
条
の

十
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
つ
た
場
合
に
お

い
て
は
、
速
や
か
に
、
当
該
通
知
が
あ
つ
た
日
及
び
当

該
通
知
に
係
る
徴
収
取
扱
費
基
礎
額
（
政
令
附
則
第
六

条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
徴
収
取
扱
費
基
礎
額
を

い
う
。
）
に
よ
り
算
定
し
た
徴
収
取
扱
費
（
法
附
則
第

九
条
の
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
徴
収
取
扱
費
を
い

う
。
）
の
額
を
国
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
道
府
県
は
、
前
項
の
徴
収
取
扱
費
の
額
を
国
が
発
行

す
る
納
入
告
知
書
に
基
づ
き
国
庫
に
納
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
福
島
県
双
葉
郡
楢
葉
町
等
に
係
る
人
口
の
定
義
の
特

例
）

第
三
条
の
二
の
四
　
福
島
県
双
葉
郡
楢
葉
町
、
富
岡
町
、

川
内
村
、
大
熊
町
、
双
葉
町
、
浪
江
町
及
び
葛
尾
村
並

び
に
相
馬
郡
飯
舘
村
に
対
す
る
法
第
七
十
二
条
の
百
十

五
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

当
分
の
間
、

近
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ
る
当
該
市

町
村
の
人
口
は
、
第
七
条
の
二
の
十
四
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
平
成
二
十
二
年
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ
る

当
該
市
町
村
の
人
口
の
確
定
数
に
、
令
和
二
年
九
月
三

十
日
に
お
い
て
住
民
基
本
台
帳
法
に
基
づ
き
住
民
基
本

台
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
者
の
数
を
平
成
二
十
二
年
九

月
三
十
日
に
お
い
て
同
法
に
基
づ
き
住
民
基
本
台
帳
に
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記
載
さ
れ
て
い
る
者
の
数
で
除
し
て
得
た
率
を
乗
じ
て

得
た
人
口
と
す
る
。

（
福
島
県
双
葉
郡
楢
葉
町
等
に
係
る
従
業
者
数
の
定
義

の
特
例
）

第
三
条
の
二
の
五
　
福
島
県
双
葉
郡
楢
葉
町
、
富
岡
町
、

大
熊
町
、
双
葉
町
及
び
浪
江
町
並
び
に
相
馬
郡
飯
舘
村

に
対
す
る
法
第
七
十
二
条
の
百
十
五
第
一
項
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
経
済
構
造
統
計
の

近
に
公
表
さ
れ
た
結
果
に
よ
る
当
該
市
町
村
の
従
業
者

数
は
、
第
七
条
の
二
の
十
五
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

経
済
セ
ン
サ
ス
基
礎
調
査
規
則
（
平
成
三
十
一
年
総
務

省
令
第
四
十
六
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
経
済
セ
ン
サ
ス

基
礎
調
査
規
則
（
平
成
二
十
年
総
務
省
令
第
百
二
十
五

号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
経
済
セ
ン
サ
ス
基
礎

調
査
規
則
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
調
査
し
た
平
成
二
十

一
年
七
月
一
日
現
在
に
お
け
る
当
該
市
町
村
の
従
業
者

数
の
確
定
数
に
、
令
和
三
年
五
月
三
十
一
日
に
お
い
て

住
民
基
本
台
帳
法
に
基
づ
き
住
民
基
本
台
帳
に
記
載
さ

れ
て
い
る
者
の
数
を
平
成
二
十
一
年
六
月
三
十
日
に
お

い
て
同
法
に
基
づ
き
住
民
基
本
台
帳
に
記
載
さ
れ
て
い

る
者
の
数
で
除
し
て
得
た
率
を
乗
じ
て
得
た
従
業
者
数

（
そ
の
従
業
者
数
が
旧
経
済
セ
ン
サ
ス
基
礎
調
査
規
則

に
よ
り
調
査
し
た
同
年
七
月
一
日
現
在
に
お
け
る
当
該

市
町
村
の
従
業
者
数
を
超
え
る
と
き
は
、
旧
経
済
セ
ン

サ
ス
基
礎
調
査
規
則
に
よ
り
調
査
し
た
同
日
現
在
に
お

け
る
当
該
市
町
村
の
従
業
者
数
と
す
る
。
）
と
す
る
。

（
政
令
附
則
第
六
条
の
十
六
第
五
項
の
鉄
道
事
業
者
等
）

第
三
条
の
二
の
六
　
政
令
附
則
第
六
条
の
十
六
第
五
項
に

規
定
す
る
旅
客
鉄
道
事
業
を
経
営
す
る
鉄
道
事
業
者
に

代
わ
つ
て
引
き
続
き
旅
客
鉄
道
事
業
を
経
営
し
よ
う
と

す
る
者
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
鉄
道
事

業
法
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
九
十
二
号
）
第
七
条
第

一
項
に
規
定
す
る
鉄
道
事
業
者
（
第
一
号
に
お
い
て

「
鉄
道
事
業
者
」
と
い
う
。
）
で
次
に
掲
げ
る
も
の
以
外

の
も
の
と
す
る
。

一
　
法
附
則
第
十
条
第
七
項
に
規
定
す
る
鉄
道
事
業
の

用
に
供
す
る
不
動
産
を
取
得
す
る
時
点
に
お
い
て
、

そ
の
営
む
鉄
道
に
係
る
路
線
の
長
さ
の
合
計
が
三
十

五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
路

線
の
全
部
又
は
一
部
が
大
都
市
（
東
京
都
、
大
阪
市

及
び
名
古
屋
市
を
い
う
。
）
又
は
都
市
（
横
浜
市
及

び
福
岡
市
を
い
う
。
）
に
存
す
る
鉄
道
事
業
者
（
大

都
市
地
域
に
お
け
る
宅
地
開
発
及
び
鉄
道
整
備
の
一

体
的
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
元
年
法
律

第
六
十
一
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
鉄

道
事
業
者
を
除
く
。
）

二
　
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
及
び
日
本
貨
物
鉄
道
株
式
会

社
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

十
三
年
法
律
第
六
十
一
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
第

一
号
に
掲
げ
る
者

２
　
政
令
附
則
第
六
条
の
十
六
第
六
項
に
規
定
す
る
総
務

省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
証
明
が
さ
れ
た
不
動
産

は
、
法
附
則
第
十
条
第
七
項
に
規
定
す
る
鉄
道
事
業
再

構
築
事
業
を
実
施
す
る
路
線
に
係
る
鉄
道
事
業
の
用
に

供
す
る
不
動
産
の
う
ち
政
令
附
則
第
六
条
の
十
六
第
六

項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ

い
て
国
土
交
通
大
臣
の
証
明
を
受
け
た
不
動
産
と
す

る
。

３
　
政
令
附
則
第
六
条
の
十
六
第
六
項
第
三
号
に
規
定
す

る
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
線
路
設
備
、
電
路
設

備
、
停
車
場
、
変
電
所
、
車
庫
、
工
場
、
倉
庫
及
び
詰

所
の
用
に
供
す
る
不
動
産
と
す
る
。

（
法
附
則
第
十
条
の
二
第
三
項
の
証
明
が
さ
れ
た
家
屋
）

第
三
条
の
二
の
七
　
法
附
則
第
十
条
の
二
第
三
項
に
規
定

す
る
博
覧
会
協
会
に
無
償
で
貸
し
付
け
る
こ
と
に
つ
き

総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
証
明
が
さ
れ
た
家

屋
は
、
同
項
に
規
定
す
る
契
約
の
契
約
書
の
写
し
を
道

府
県
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
証
明
が
さ
れ
た
家

屋
と
す
る
。

（
政
令
附
則
第
七
条
第
三
項
の
特
定
目
的
会
社
等
）

第
三
条
の
二
の
八
　
政
令
附
則
第
七
条
第
三
項
に
規
定
す

る
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
証
明
が
さ
れ
た

特
定
目
的
会
社
は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当

す
る
も
の
と
し
て
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
施
行

令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
四
百
七
十
九
号
）
第
七
十
七

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
長
官
権
限

を
委
任
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
財
務
局
長
（
次
項
及

び
附
則
第
三
条
の
二
の
十
一
第
一
項
に
お
い
て
「
財
務

局
長
」
と
い
う
。
）
又
は
内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一

年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
財
務
局
の
長
と
み
な
さ
れ
た
沖
縄
総
合
事
務
局
の

長
（
次
項
及
び
附
則
第
三
条
の
二
の
十
一
第
一
項
に
お

い
て
「
沖
縄
総
合
事
務
局
長
」
と
い
う
。
）
の
証
明
が

さ
れ
た
特
定
目
的
会
社
と
す
る
。

２
　
政
令
附
則
第
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
証
明
が
さ
れ
た
不
動
産
は
、
同

項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

と
し
て
財
務
局
長
又
は
沖
縄
総
合
事
務
局
長
の
証
明
が

さ
れ
た
不
動
産
と
す
る
。

（
政
令
附
則
第
七
条
第
五
項
の
投
資
信
託
等
）

第
三
条
の
二
の
九
　
政
令
附
則
第
七
条
第
五
項
に
規
定
す

る
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
証
明
が
さ
れ
た

投
資
信
託
は
、
同
項
第
一
号
、
第
三
号
及
び
第
四
号
に

掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
金
融
庁
長
官
の

証
明
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の

と
し
て
国
土
交
通
大
臣
の
証
明
が
、
そ
れ
ぞ
れ
さ
れ
た

投
資
信
託
と
す
る
。

２
　
政
令
附
則
第
七
条
第
五
項
第
三
号
に
規
定
す
る
適
格

機
関
投
資
家
の
う
ち
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
号
に
掲
げ
る

者
以
外
の
者
に
つ
い
て
は
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
に

規
定
す
る
定
義
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
五
年
大
蔵

省
令
第
十
四
号
。
以
下
こ
の
項
及
び
附
則
第
三
条
の
二

の
十
一
第
二
項
に
お
い
て
「
定
義
内
閣
府
令
」
と
い

う
。
）
第
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
金
融

庁
長
官
が
指
定
す
る
者
を
除
き
、
第
二
号
に
掲
げ
る
者

に
つ
い
て
は
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
金
融
庁
長

官
が
指
定
す
る
者
に
限
る
。

一
　
定
義
内
閣
府
令
第
十
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
九

号
ま
で
、
第
十
一
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
、
第
十
六

号
か
ら
第
二
十
二
号
ま
で
、
第
二
十
五
号
及
び
第
二

十
六
号
に
掲
げ
る
者

二
　
定
義
内
閣
府
令
第
十
条
第
一
項
第
十
五
号
に
掲
げ

る
者

三
　
定
義
内
閣
府
令
第
十
条
第
一
項
第
二
十
三
号
に
掲

げ
る
者
（
同
号
イ
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
者
に

限
る
。
）
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者

イ
　
有
価
証
券
報
告
書
（
金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和

二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
二
十
四
条
第
一

項
に
規
定
す
る
有
価
証
券
報
告
書
を
い
う
。
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
提
出
し
て
い
る
者

で
、
定
義
内
閣
府
令
第
十
条
第
一
項
第
二
十
三
号

の
届
出
を
行
つ
た
日
以
前
の
直
近
に
提
出
し
た
有

価
証
券
報
告
書
に
記
載
さ
れ
た
当
該
有
価
証
券
報

告
書
に
係
る
事
業
年
度
及
び
当
該
事
業
年
度
の
前

事
業
年
度
の
貸
借
対
照
表
（
企
業
内
容
等
の
開
示

に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
四
十
八
年
大
蔵
省
令

第
五
号
）
第
一
条
第
二
十
号
の
四
に
規
定
す
る
外

国
会
社
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
外
国
会
社
」

と
い
う
。
）
で
あ
る
場
合
に
は
、
財
務
諸
表
等
の

用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
昭

和
三
十
八
年
大
蔵
省
令
第
五
十
九
号
。
以
下
こ
の

号
に
お
い
て
「
財
務
諸
表
等
規
則
」
と
い
う
。
）

第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
財
務
書
類
）
に
お
け

る
財
務
諸
表
等
規
則
第
十
七
条
第
一
項
第
六
号
に

掲
げ
る
有
価
証
券
（
外
国
会
社
で
あ
る
場
合
に

は
、
同
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
に
相
当
す
る
も

の
）
の
金
額
及
び
財
務
諸
表
等
規
則
第
三
十
二
条

第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
投
資
有
価
証
券
（
外
国

会
社
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
号
に
掲
げ
る
投
資
有

価
証
券
に
相
当
す
る
も
の
）
の
金
額
の
合
計
額
が

百
億
円
以
上
で
あ
る
も
の

ロ
　
海
外
年
金
基
金
（
企
業
年
金
基
金
又
は
確
定
給

付
企
業
年
金
法
に
規
定
す
る
企
業
年
金
連
合
会
に

類
す
る
も
の
で
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た

す
も
の
を
い
う
。
）
に
よ
り
そ
の
発
行
済
株
式
の

全
部
を
保
有
さ
れ
て
い
る
内
国
法
人
（
資
産
の
流

動
化
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る

特
定
目
的
会
社
及
び
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に

関
す
る
法
律
第
二
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
投
資

法
人
を
除
く
。
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）

（１）
　
外
国
の
法
令
に
基
づ
い
て
組
織
さ
れ
て
い
る

こ
と
。

（２）
　
外
国
に
お
い
て
主
と
し
て
退
職
年
金
、
退
職

手
当
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
報
酬
を
管
理

し
、
又
は
給
付
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
運
営

さ
れ
る
こ
と
。

ハ
　
定
義
内
閣
府
令
第
十
条
第
一
項
第
二
十
六
号
に

掲
げ
る
者
に
よ
り
そ
の
発
行
済
株
式
の
全
部
を
保

有
さ
れ
て
い
る
内
国
法
人

（
政
令
附
則
第
七
条
第
六
項
の
家
屋
）

第
三
条
の
二
の
十
　
政
令
附
則
第
七
条
第
六
項
に
規
定
す

る
総
務
省
令
で
定
め
る
家
屋
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

家
屋
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
に
つ
い
て
国
土
交

通
大
臣
の
証
明
が
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

一
　
住
宅
（
床
面
積
（
共
同
住
宅
、
寄
宿
舎
そ
の
他
こ

れ
ら
に
類
す
る
多
数
の
人
の
居
住
の
用
に
供
す
る
住

宅
に
あ
つ
て
は
、
居
住
の
用
に
供
す
る
た
め
に
独
立

的
に
区
画
さ
れ
た
一
の
部
分
の
全
て
の
床
面
積
）
が

五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
（
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
二
十
六
号
）

第
七
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
同
法
第
五
条
第
一

項
に
規
定
す
る
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
で

あ
つ
て
そ
の
全
部
又
は
一
部
が
専
ら
住
居
と
し
て
貸

家
の
用
に
供
さ
れ
る
家
屋
に
あ
つ
て
は
、
三
十
平
方

メ
ー
ト
ル
）
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
で
都
市
計
画

法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
市
街
化
区
域
（
次
号

か
ら
第
四
号
ま
で
に
お
い
て
「
市
街
化
区
域
」
と
い

う
。
）
内
に
所
在
す
る
も
の

二
　
事
務
所
で
市
街
化
区
域
内
に
所
在
す
る
も
の

三
　
店
舗
で
市
街
化
区
域
内
に
所
在
す
る
も
の

四
　
駐
車
場
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
号
）
第

二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
路
外
駐
車
場
（
複
数
の
階

に
設
け
ら
れ
る
も
の
、
地
下
に
設
け
ら
れ
る
も
の
又

は
垂
直
循
環
方
式
（
垂
直
面
内
に
配
列
さ
れ
た
多
数

の
自
動
車
の
駐
車
の
用
に
供
す
る
部
分
が
循
環
移
動

す
る
方
式
を
い
う
。
）
若
し
く
は
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
方

式
（
昇
降
装
置
と
多
層
に
設
け
ら
れ
た
自
動
車
の
駐
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車
の
用
に
供
す
る
部
分
の
組
合
せ
で
立
体
的
に
構
成

さ
せ
る
方
式
を
い
う
。
）
に
よ
る
駐
車
装
置
を
用
い

て
設
け
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
で
市
街
化
区
域
内

に
所
在
す
る
も
の

五
　
旅
館
業
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
八

号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
旅
館
・
ホ
テ
ル
営

業
の
用
に
供
す
る
家
屋
（
そ
の
構
造
及
び
設
備
が
同

法
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
基
準
を
満
た
す
も
の

に
限
る
も
の
と
し
、
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務

の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
六
項
第
四
号

に
定
め
る
施
設
を
除
く
。
）

六
　
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九

十
一
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
大
規
模
小
売

店
舗

七
　
民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備

等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百

十
七
号
）
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
選
定
さ
れ
た
民
間

事
業
者
が
同
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
選
定
さ
れ
た

特
定
事
業
に
お
い
て
取
得
す
る
建
物

八
　
倉
庫
（
床
面
積
が
三
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も

の
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
流
通
加
工
の
用
に
供
す

る
空
間
を
有
す
る
も
の

九
　
医
療
法
第
一
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
病
院
又

は
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
診
療
所

十
　
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保

の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
元
年
法
律
第
六
十
四

号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
公
的
介
護
施
設
等

又
は
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
特
定
民
間
施
設

十
一
　
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
五
号
か
ら
前

号
ま
で
に
掲
げ
る
家
屋
又
は
こ
れ
ら
の
家
屋
の
敷
地

内
に
設
け
る
自
動
車
若
し
く
は
自
転
車
の
駐
車
の
た

め
の
施
設
（
専
ら
こ
れ
ら
の
家
屋
の
利
用
者
の
用
に

供
す
る
も
の
に
限
る
。
）

（
政
令
附
則
第
七
条
第
七
項
の
投
資
法
人
等
）

第
三
条
の
二
の
十
一
　
政
令
附
則
第
七
条
第
七
項
に
規
定

す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
証
明
が
さ
れ

た
投
資
法
人
は
、
同
項
第
一
号
、
第
三
号
及
び
第
四
号

に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
財
務
局
長
又

は
沖
縄
総
合
事
務
局
長
の
証
明
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ

る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
の
証

明
が
、
そ
れ
ぞ
れ
さ
れ
た
投
資
法
人
と
す
る
。

２
　
政
令
附
則
第
七
条
第
七
項
第
三
号
に
規
定
す
る
適
格

機
関
投
資
家
の
う
ち
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
附

則
第
三
条
の
二
の
九
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。
た
だ
し
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
に

つ
い
て
は
定
義
内
閣
府
令
第
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
の

規
定
に
よ
り
金
融
庁
長
官
が
指
定
す
る
者
を
除
き
、
附

則
第
三
条
の
二
の
九
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
つ

い
て
は
定
義
内
閣
府
令
第
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規

定
に
よ
り
金
融
庁
長
官
が
指
定
す
る
者
に
限
る
。

（
政
令
附
則
第
七
条
第
十
項
第
二
号
の
家
屋
）

第
三
条
の
二
の
十
二
　
政
令
附
則
第
七
条
第
十
項
第
二
号

に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
家
屋
は
、
次
に
掲
げ

る
家
屋
と
す
る
。

一
　
国
家
公
務
員
宿
舎
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百

十
七
号
）
第
十
条
の
公
邸
及
び
同
法
第
十
二
条
の
無

料
宿
舎
の
用
に
供
す
る
家
屋

二
　
無
償
で
公
共
の
用
に
供
す
る
駐
車
場
の
用
に
供
す

る
家
屋

三
　
税
関
の
支
署
及
び
出
張
所
、
地
方
出
入
国
在
留
管

理
局
及
び
そ
の
支
局
並
び
に
こ
れ
ら
の
出
張
所
、
検

疫
機
関
、
総
合
通
信
局
の
出
張
所
、
警
察
機
関
、
国

土
交
通
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
号
）
第

三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
整
備
局
の
事
務

所
の
う
ち
港
湾
空
港
工
事
事
務
所
及
び
空
港
工
事
事

務
所
、
海
上
保
安
庁
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二

十
八
号
）
第
十
三
条
に
規
定
す
る
管
区
海
上
保
安
本

部
の
事
務
所
の
う
ち
航
空
基
地
並
び
に
地
方
航
空
局

並
び
に
そ
の
事
務
所
の
う
ち
空
港
事
務
所
及
び
空
港

出
張
所
の
用
に
供
す
る
家
屋

（
政
令
附
則
第
七
条
第
十
項
第
三
号
の
家
屋
）

第
三
条
の
二
の
十
三
　
政
令
附
則
第
七
条
第
十
項
第
三
号

に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
家
屋
は
、
水
道
の
用

に
供
す
る
ダ
ム
に
よ
り
貯
留
さ
れ
て
い
る
水
の
当
該
ダ

ム
所
在
の
市
町
村
の
区
域
内
に
お
け
る
供
給
に
係
る
部

分
（
当
該
家
屋
の
価
格
に
当
該
供
給
さ
れ
る
水
の
量
の

当
該
ダ
ム
に
よ
り
水
道
に
供
給
さ
れ
て
い
る
水
の
量
に

対
す
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
に
係
る
も
の
と
し
て
区

分
さ
れ
た
家
屋
を
い
う
。
）
と
す
る
。

（
政
令
附
則
第
七
条
第
十
一
項
第
一
号
の
総
務
省
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
証
明
が
さ
れ
た
認
定
事
業
）

第
三
条
の
二
の
十
四
　
政
令
附
則
第
七
条
第
十
一
項
第
一

号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
証

明
が
さ
れ
た
認
定
事
業
は
、
当
該
認
定
事
業
（
同
号
に

規
定
す
る
認
定
事
業
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
が
施
行
さ
れ
る
同
号
に
規
定
す
る
都
市
再
生

緊
急
整
備
地
域
内
に
お
い
て
当
該
認
定
事
業
の
事
業
区

域
に
隣
接
し
、
又
は
近
接
し
て
こ
れ
と
一
体
的
に
他
の

都
市
開
発
事
業
（
同
号
に
規
定
す
る
他
の
都
市
開
発
事

業
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
施
行

さ
れ
、
又
は
施
行
さ
れ
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
見
込

ま
れ
、
か
つ
、
当
該
認
定
事
業
及
び
当
該
他
の
都
市
開

発
事
業
の
事
業
区
域
の
面
積
の
合
計
が
一
ヘ
ク
タ
ー
ル

以
上
と
な
る
こ
と
に
つ
い
て
、
国
土
交
通
大
臣
の
証
明

が
さ
れ
た
認
定
事
業
と
す
る
。

（
政
令
附
則
第
七
条
第
十
二
項
の
施
設
）

第
三
条
の
二
の
十
五
　
政
令
附
則
第
七
条
第
十
二
項
に
規

定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
飲
食
店
、
喫
茶

店
及
び
物
品
販
売
施
設
並
び
に
駐
車
施
設
と
す
る
。

（
政
令
附
則
第
七
条
第
十
五
項
第
二
号
の
建
築
物
）

第
三
条
の
二
の
十
六
　
政
令
附
則
第
七
条
第
十
五
項
第
二

号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
建
築
物
は
、
次
に

掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
建
築
物
と
す
る
。

一
　
外
壁
及
び
軒
裏
が
、
建
築
基
準
法
第
二
条
第
八
号

に
規
定
す
る
防
火
構
造
で
あ
る
こ
と
。

二
　
屋
根
が
、
建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年

政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
百
三
十
六
条
の
二
の
二

第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
技
術
的
基
準
に
適
合

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
天
井
及
び
壁
の
室
内
に
面
す
る
部
分
が
、
通
常
の

火
災
時
の
加
熱
に
十
五
分
間
以
上
耐
え
る
性
能
を
有

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
建
築
物
の
各
部

分
が
、
防
火
上
支
障
の
な
い
構
造
で
あ
る
こ
と
。

（
政
令
附
則
第
七
条
第
十
五
項
第
三
号
の
政
府
の
補
助
）

第
三
条
の
二
の
十
七
　
政
令
附
則
第
七
条
第
十
五
項
第
三

号
に
規
定
す
る
政
府
の
補
助
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も

の
は
、
ス
マ
ー
ト
ウ
ェ
ル
ネ
ス
住
宅
等
推
進
事
業
の
う

ち
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
（
高
齢
者
専
用
賃

貸
住
宅
の
整
備
を
行
う
事
業
に
よ
り
建
設
さ
れ
た
も
の

を
除
く
。
）
の
整
備
を
行
う
事
業
に
係
る
補
助
と
す
る
。

（
法
附
則
第
十
一
条
第
十
二
項
の
適
格
特
例
投
資
家
限

定
事
業
者
等
）

第
三
条
の
二
の
十
八
　
法
附
則
第
十
一
条
第
十
二
項
に
規

定
す
る
適
格
特
例
投
資
家
限
定
事
業
者
の
う
ち
総
務
省

令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に

も
該
当
す
る
者
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
の
証
明
を
受
け

た
も
の
を
い
う
。

一
　
不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
（
平
成
六
年
法
律
第
七

十
七
号
）
第
二
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
適
格
特
例

投
資
家
限
定
事
業
者
で
あ
る
こ
と
。

二
　
法
附
則
第
十
一
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
不
動
産

特
定
共
同
事
業
契
約
に
基
づ
き
営
ま
れ
る
不
動
産
取

引
に
係
る
業
務
の
全
て
を
宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭

和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第
二
条
第
三
号

に
規
定
す
る
宅
地
建
物
取
引
業
者
に
委
託
す
る
者
で

あ
る
こ
と
。

２
　
法
附
則
第
十
一
条
第
十
二
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る

総
務
省
令
で
定
め
る
行
為
は
、
更
地
で
あ
る
土
地
の
上

に
家
屋
を
新
築
す
る
行
為
と
す
る
。

（
政
令
附
則
第
七
条
第
十
九
項
の
証
明
が
さ
れ
た
家
屋
）

第
三
条
の
二
の
十
九
　
政
令
附
則
第
七
条
第
十
九
項
に
規

定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
証
明
が
さ

れ
た
家
屋
は
、
当
該
家
屋
に
つ
い
て
行
う
同
項
に
規
定

す
る
増
築
等
の
工
事
に
要
し
た
費
用
の
額
（
附
則
第
三

条
の
二
の
二
十
一
に
お
い
て
「
増
築
等
の
工
事
に
要
し

た
費
用
の
額
」
と
い
う
。
）
が
三
百
万
円
以
上
で
あ
る

こ
と
に
つ
い
て
国
土
交
通
大
臣
の
証
明
が
さ
れ
た
家
屋

と
す
る
。

（
政
令
附
則
第
七
条
第
二
十
一
項
の
証
明
が
さ
れ
た
家

屋
）

第
三
条
の
二
の
二
十
　
政
令
附
則
第
七
条
第
二
十
一
項
に

規
定
す
る
建
築
基
準
法
施
行
令
第
三
章
及
び
第
五
章
の

四
に
規
定
す
る
基
準
又
は
国
土
交
通
大
臣
が
総
務
大
臣

と
協
議
し
て
定
め
る
地
震
に
対
す
る
安
全
性
に
係
る
基

準
に
適
合
す
る
こ
と
に
つ
き
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
証
明
が
さ
れ
た
家
屋
は
、
当
該
家
屋
が
国
土

交
通
大
臣
が
総
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
同
項
の
基

準
に
適
合
す
る
旨
を
証
す
る
書
類
を
道
府
県
知
事
に
提

出
す
る
こ
と
に
よ
り
証
明
が
さ
れ
た
家
屋
と
す
る
。

２
　
政
令
附
則
第
七
条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
家
屋
の

用
途
が
同
項
に
規
定
す
る
用
途
で
あ
る
も
の
と
し
て
総

務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
証
明
が
さ
れ
た
家
屋

は
、
当
該
家
屋
の
用
途
が
同
項
に
規
定
す
る
用
途
の
い

ず
れ
か
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
国
土
交
通
大
臣
の
証
明

が
さ
れ
た
家
屋
と
す
る
。

（
政
令
附
則
第
七
条
第
二
十
二
項
の
証
明
が
さ
れ
た
家

屋
）

第
三
条
の
二
の
二
十
一
　
政
令
附
則
第
七
条
第
二
十
二
項

に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
証
明

が
さ
れ
た
家
屋
は
、
当
該
家
屋
に
つ
い
て
行
う
増
築
等

の
工
事
に
要
し
た
費
用
の
額
が
、
千
万
円
又
は
当
該
家

屋
の
取
得
価
額
の
百
分
の
一
に
相
当
す
る
額
の
い
ず
れ

か
多
い
額
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
国
土

交
通
大
臣
の
証
明
が
さ
れ
た
家
屋
と
す
る
。

（
法
附
則
第
十
一
条
第
十
四
項
の
特
定
公
益
的
施
設
等
）

第
三
条
の
二
の
二
十
二
　
法
附
則
第
十
一
条
第
十
四
項
に

規
定
す
る
特
定
公
益
的
施
設
又
は
特
定
公
共
施
設
の
う

ち
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
福
島
復
興
再
生
特
別

措
置
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
四
年
復
興
庁
令
第
三

号
）
第
十
八
条
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
業
に
よ
り

整
備
す
る
同
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
施
設
と
す
る
。

（
政
令
附
則
第
七
条
第
二
十
四
項
第
二
号
の
施
設
）

第
三
条
の
二
の
二
十
三
　
政
令
附
則
第
七
条
第
二
十
四
項

第
二
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
宿

泊
施
設
、
駐
車
施
設
、
遊
技
施
設
、
飲
食
店
、
喫
茶
店

及
び
物
品
販
売
施
設
と
す
る
。

（
政
令
附
則
第
九
条
の
二
の
住
宅
性
能
向
上
改
修
住
宅
）

第
三
条
の
二
の
二
十
四
　
政
令
附
則
第
九
条
の
二
に
規
定

す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
証
明
が
さ
れ
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た
住
宅
性
能
向
上
改
修
住
宅
は
、
当
該
住
宅
性
能
向
上

改
修
住
宅
が
同
条
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
旨
を
証
す
る
書
類
を
法
附
則
第
十
一
条
の
四

第
四
項
に
規
定
す
る
改
修
工
事
対
象
住
宅
用
地
を
取
得

し
た
日
か
ら
二
年
以
内
に
、
同
項
の
規
定
の
適
用
が
あ

る
べ
き
旨
の
申
告
を
し
た
道
府
県
知
事
に
提
出
す
る
こ

と
に
よ
り
証
明
が
さ
れ
た
住
宅
性
能
向
上
改
修
住
宅
と

す
る
。

（
政
令
附
則
第
十
条
の
書
類
等
）

第
四
条
　
政
令
附
則
第
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
総
務
省

令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る

書
類
と
す
る
。

一
　
法
附
則
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例

に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法
第
七
十
条

の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
農
地
、
採
草
放
牧
地
及
び

準
農
地
（
第
十
二
項
を
除
き
、
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
農
地
等
」
と
い
う
。
）
の
同
法
第
七
十
条
の
四

第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
贈
与
（
同
項
の
規
定
に
よ

り
贈
与
税
の
納
税
の
猶
予
を
受
け
る
者
に
す
る
贈
与

を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
贈
与
」
と
い

う
。
）
を
し
た
者
が
、
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令

（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
四
十
三
号
）
第
四
十
条
の

六
第
一
項
に
規
定
す
る
個
人
に
該
当
す
る
者
で
あ
る

旨
及
び
当
該
贈
与
を
受
け
た
者
が
同
条
第
五
項
に
規

定
す
る
要
件
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
旨
の
当
該
農
地

等
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
政
令
附
則
第
十
条
第
十
七

項
に
規
定
す
る
農
業
委
員
会
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
農
業
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
証
明
書

二
　
前
号
に
規
定
す
る
贈
与
を
し
た
者
（
以
下
こ
の

項
、
第
四
項
、
第
十
項
及
び
第
十
一
項
に
お
い
て

「
贈
与
者
」
と
い
う
。
）
か
ら
贈
与
に
よ
り
農
地
等
を

取
得
し
た
者
が
当
該
贈
与
者
の
推
定
相
続
人
に
該
当

す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

三
　
贈
与
者
か
ら
贈
与
に
よ
り
農
地
等
を
取
得
し
た
場

合
に
お
け
る
当
該
贈
与
に
係
る
契
約
書
そ
の
他
そ
の

事
実
を
証
す
る
書
類

四
　
贈
与
者
か
ら
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
農
地
等
の
地

目
及
び
地
積
そ
の
他
の
明
細
を
記
載
し
た
書
類

２
　
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
大
蔵

省
令
第
十
五
号
）
第
二
十
三
条
の
十
三
第
一
項
か
ら
第

三
項
ま
で
の
規
定
は
、
法
附
則
第
十
二
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
租
税
特
別
措
置
法
第
七
十
条
の
八
第
一

項
及
び
第
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
租
税
特
別
措
置
法
施

行
規
則
第
二
十
三
条
の
十
三
第
一
項
中
「
法
第
七
十
条

の
八
第
一
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
税
法
（
昭
和
二

十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
附
則
第
十
二
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
条
の
八
第
一
項
の
」

と
、
「
当
該
受
贈
者
の
納
税
地
の
所
轄
税
務
署
長
」
と

あ
る
の
は
「
道
府
県
知
事
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
及

び
住
所
又
は
居
所
」
と
あ
る
の
は
「
、
住
所
又
は
居
所

及
び
個
人
番
号
（
個
人
番
号
を
有
し
な
い
者
に
あ
つ
て

は
、
氏
名
及
び
住
所
又
は
居
所
）
」
と
、
同
条
第
三
項

中
「
納
税
の
猶
予
」
と
あ
る
の
は
「
徴
収
の
猶
予
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３
　
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
二
十
三
条
の
七
第
六

項
、
第
十
六
項
、
第
十
七
項
、
第
十
九
項
、
第
二
十

項
、
第
二
十
八
項
、
第
三
十
五
項
、
第
三
十
七
項
、
第

三
十
九
項
、
第
四
十
項
及
び
第
四
十
二
項
並
び
に
第
二

十
三
条
の
七
の
二
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
六

項
、
第
七
項
、
第
八
項
（
同
条
第
三
項
、
第
四
項
、
第

六
項
及
び
第
七
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
十

項
の
規
定
は
、
法
附
則
第
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
租
税
特
別
措
置
法
第
七
十
条
の
四
第
九
項
、
第

十
二
項
及
び
第
十
九
項
並
び
に
第
七
十
条
の
四
の
二
第

三
項
及
び
第
八
項
（
同
条
第
三
項
、
第
五
項
及
び
第
六

項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
政
令
附
則
第
十
条

第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令

第
四
十
条
の
六
第
十
四
項
、
第
二
十
二
項
、
第
二
十
五

項
、
第
二
十
六
項
、
第
五
十
八
項
、
第
六
十
三
項
及
び

第
六
十
四
項
並
び
に
第
四
十
条
の
六
の
二
第
二
項
、
第

五
項
、
第
六
項
及
び
第
七
項
（
同
条
第
二
項
、
第
五
項

及
び
第
六
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
を
適
用

す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
租
税
特
別
措
置
法
施
行

規
則
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。

第
二
十
三
条
の
七
第
六
項
、
第

十
六
項
、
第
十
七
項
、
第
十
九

項
、
第
二
十
項
及
び
第
四
十
二

項
並
び
に
第
二
十
三
条
の
七
の

二
第
三
項
及
び
第
四
項

財

務

省
令

総
務
省
令

第
二
十
三
条
の
七
第
十
六
項
第

一
号
、
第
十
九
項
第
一
号
及
び

第
二
十
八
項
第
一
号
並
び
に
第

二
十
三
条
の
七
の
二
第
三
項
第

一
号
イ

及

び

住

所

又

は

居
所

、
住
所
又
は
居

所
及
び
個
人
番

号
（
個
人
番
号

を
有
し
な
い
者

に
あ
つ
て
は
、

氏
名
及
び
住
所

又
は
居
所
）

４
　
政
令
附
則
第
十
条
第
六
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で

定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に

応
じ
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
法
附
則
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例

に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法
第
七
十
条

の
四
第
八
項
に
規
定
す
る
貸
付
特
例
適
用
農
地
等

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
貸
付
特
例
適
用
農
地
等
」

と
い
う
。
）
に
係
る
同
条
第
八
項
に
規
定
す
る
農
用

地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
貸
付
特
例
適
用
農
地
等
に
係
る
農
用
地
利
用
集
積

等
促
進
計
画
」
と
い
う
。
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
使
用
貸
借
に
よ
る
権
利
又
は
賃
借
権
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
賃
借
権
等
」
と
い
う
。
）
の
存
続
期

間
が
満
了
を
し
た
こ
と
に
よ
り
当
該
賃
借
権
等
が
消

滅
し
た
場
合
　
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
届
出
者
の
氏
名
、
住
所
及
び
個
人
番
号
（
行
政

手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の

番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
五
項
に

規
定
す
る
個
人
番
号
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
（
個
人
番
号
を
有
し
な
い
者
に
あ
つ

て
は
、
氏
名
及
び
住
所
）

ロ
　
当
該
貸
付
特
例
適
用
農
地
等
に
係
る
賃
借
権
等

の
存
続
期
間
が
満
了
を
し
た
年
月
日
並
び
に
当
該

貸
付
特
例
適
用
農
地
等
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及

び
面
積

ハ
　
当
該
貸
付
特
例
適
用
農
地
等
に
係
る
贈
与
者
の

氏
名
、
住
所
及
び
当
該
贈
与
者
か
ら
贈
与
に
よ
り

当
該
貸
付
特
例
適
用
農
地
等
を
取
得
し
た
年
月
日

ニ
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

二
　
貸
付
特
例
適
用
農
地
等
に
係
る
農
用
地
利
用
集
積

等
促
進
計
画
に
基
づ
く
賃
借
権
等
の
存
続
期
間
の
満

了
す
る
前
に
当
該
賃
借
権
等
の
解
約
が
行
わ
れ
た
こ

と
に
よ
り
当
該
賃
借
権
等
が
消
滅
し
た
場
合
　
次
に

掲
げ
る
事
項

イ
　
届
出
者
の
氏
名
、
住
所
及
び
個
人
番
号
（
個
人

番
号
を
有
し
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
氏
名
及
び
住

所
）

ロ
　
当
該
貸
付
特
例
適
用
農
地
等
に
係
る
賃
借
権
等

の
解
約
を
し
た
年
月
日
並
び
に
当
該
貸
付
特
例
適

用
農
地
等
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
面
積

ハ
　
当
該
貸
付
特
例
適
用
農
地
等
に
係
る
贈
与
者
の

氏
名
、
住
所
及
び
当
該
贈
与
者
か
ら
贈
与
に
よ
り

当
該
貸
付
特
例
適
用
農
地
等
を
取
得
し
た
年
月
日

５
　
政
令
附
則
第
十
条
第
七
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で

定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
届
出
者
の
氏
名
、
住
所
及
び
個
人
番
号
（
個
人
番

号
を
有
し
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
氏
名
及
び
住
所
）

二
　
租
税
特
別
措
置
法
第
七
十
条
の
四
第
十
八
項
に
規

定
す
る
一
時
的
道
路
用
地
等
（
以
下
こ
の
項
か
ら
第

七
項
ま
で
に
お
い
て
「
一
時
的
道
路
用
地
等
」
と
い

う
。
）
の
用
に
供
さ
れ
て
い
た
農
地
等
の
明
細

三
　
貸
付
期
限

四
　
一
時
的
道
路
用
地
等
の
用
に
供
さ
れ
て
い
た
農
地

等
の
貸
付
け
の
直
前
の
利
用
状
況
及
び
租
税
特
別
措

置
法
施
行
令
第
四
十
条
の
六
第
四
十
四
項
の
届
出
書

の
提
出
時
に
お
け
る
当
該
農
地
等
の
利
用
状
況
又
は

予
定
し
て
い
る
利
用
方
法

五
　
当
該
農
地
等
を
受
贈
者
の
農
業
の
用
に
供
し
た
日

又
は
供
す
る
見
込
み
の
日

六
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

６
　
政
令
附
則
第
十
条
第
七
項
に
規
定
す
る
証
明
は
、
一

時
的
道
路
用
地
等
の
用
に
供
さ
れ
て
い
た
農
地
等
の
所

在
地
を
管
轄
す
る
農
業
委
員
会
が
、
当
該
一
時
的
道
路

用
地
等
の
用
に
供
さ
れ
て
い
た
土
地
が
農
地
等
に
復
し

た
こ
と
及
び
租
税
特
別
措
置
法
第
七
十
条
の
四
第
一
項

の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
受
贈
者
が
当
該
農
地
等

を
耕
作
し
て
い
る
こ
と
又
は
遅
滞
な
く
耕
作
す
る
見
込

み
で
あ
る
こ
と
（
当
該
一
時
的
道
路
用
地
等
の
用
に
供

さ
れ
て
い
た
土
地
が
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
四
十

条
の
六
第
六
十
六
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
規
定
す
る

敷
地
又
は
用
地
と
な
る
場
合
に
は
、
当
該
土
地
が
租
税

特
別
措
置
法
第
七
十
条
の
四
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を

受
け
て
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
）
を
証
す
る
書
類
を
発

行
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

７
　
政
令
附
則
第
十
条
第
七
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で

定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一
　
一
時
的
道
路
用
地
等
の
用
に
供
し
て
い
た
農
地
等

を
借
り
受
け
る
契
約
が
終
了
し
た
旨
及
び
終
了
し
た

日
を
証
す
る
事
業
の
施
行
者
の
書
類

二
　
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
四
十
条
の
六
第
四
十

四
項
に
規
定
す
る
地
上
権
等
（
以
下
こ
の
号
に
お
い

て
「
地
上
権
等
」
と
い
う
。
）
が
登
記
さ
れ
て
い
た

場
合
に
は
、
一
時
的
道
路
用
地
等
の
用
に
供
し
て
い

た
土
地
の
登
記
事
項
証
明
書
（
当
該
地
上
権
等
の
消

滅
後
に
取
得
し
た
も
の
に
限
る
。
）

三
　
受
贈
者
が
、
法
附
則
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置

法
第
七
十
条
の
四
第
六
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る

農
地
等
を
一
時
的
道
路
用
地
等
の
用
に
供
し
て
い
た

場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
次
に

定
め
る
書
類

イ
　
当
該
農
地
等
の
全
部
に
つ
い
て
一
時
的
道
路
用

地
等
の
用
に
供
し
て
い
た
場
合
　
次
に
掲
げ
る

書
類

（１）
　
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
二
十
三
条
の

七
第
十
項
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類
（
同
号
に
掲

げ
る
農
業
委
員
会
の
書
類
に
あ
つ
て
は
、
受
贈

者
の
推
定
相
続
人
が
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
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第
四
十
条
の
六
第
十
五
項
第
三
号
に
掲
げ
る
要

件
に
該
当
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
事
実
を

記
載
し
た
も
の
と
す
る
。
）

（２）
　
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
二
十
三
条
の

七
第
十
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類

（３）
　
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
二
十
三
条
の

七
第
十
項
第
三
号
に
掲
げ
る
農
業
委
員
会
の

書
類

ロ
　
イ
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合
　
租
税
特
別
措

置
法
施
行
規
則
第
二
十
三
条
の
七
第
十
項
第
二
号

に
掲
げ
る
書
類

８
　
政
令
附
則
第
十
条
第
九
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で

定
め
る
書
類
は
、
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
二
十

三
条
の
七
第
二
十
七
項
に
規
定
す
る
契
約
書
又
は
裁
決

書
若
し
く
は
和
解
調
書
の
写
し
そ
の
他
の
書
類
で
貸
付

期
限
が
延
長
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
も
の
と
す

る
。

９
　
政
令
附
則
第
十
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令

で
定
め
る
事
項
は
、
引
き
続
い
て
法
附
則
第
十
二
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
租

税
特
別
措
置
法
第
七
十
条
の
四
第
二
十
二
項
の
規
定
の

適
用
を
受
け
た
い
旨
及
び
同
項
に
規
定
す
る
営
農
困
難

時
貸
付
農
地
等
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
営
農
困
難
時

貸
付
け
（
第
四
号
に
お
い
て
「
営
農
困
難
時
貸
付
け
」

と
い
う
。
）
に
関
す
る
事
項
で
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も

の
と
す
る
。

一
　
当
該
営
農
困
難
時
貸
付
農
地
等
の
所
在
、
地
番
、

地
目
及
び
面
積

二
　
当
該
営
農
困
難
時
貸
付
け
を
行
つ
た
年
月
日

三
　
当
該
営
農
困
難
時
貸
付
け
に
係
る
存
続
期
間

四
　
当
該
営
農
困
難
時
貸
付
農
地
等
に
つ
い
て
引
き
続

き
営
農
困
難
時
貸
付
け
を
行
つ
て
い
る
旨

10
　
政
令
附
則
第
十
条
第
十
四
項
に
定
め
る
総
務
省
令
で

定
め
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応

じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一
　
政
令
附
則
第
十
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
受
贈
者

が
死
亡
し
た
場
合
　
贈
与
者
又
は
当
該
受
贈
者
の
相

続
人
（
包
括
受
遺
者
を
含
む
。
）

二
　
贈
与
者
が
死
亡
し
た
場
合
　
受
贈
者

11
　
政
令
附
則
第
十
条
第
十
四
項
に
定
め
る
総
務
省
令
で

定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
届
出
書
を
提
出
す
る
者
の
氏
名
、
住
所
及
び
個
人

番
号
（
個
人
番
号
を
有
し
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
氏

名
及
び
住
所
）
並
び
に
死
亡
し
た
受
贈
者
又
は
死
亡

し
た
贈
与
者
と
の
続
柄

二
　
死
亡
し
た
受
贈
者
又
は
死
亡
し
た
贈
与
者
の
氏
名

及
び
住
所
並
び
に
当
該
受
贈
者
又
は
贈
与
者
が
死
亡

し
た
年
月
日

三
　
法
附
則
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
不
動
産

取
得
税
の
免
除
を
受
け
た
い
旨

四
　
免
除
を
受
け
る
不
動
産
取
得
税
の
額

12
　
農
林
水
産
大
臣
、
市
町
村
長
又
は
農
業
委
員
会
は
、

政
令
附
則
第
十
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
農
地
、
採
草

放
牧
地
及
び
準
農
地
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
農
地

等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
租
税
特
別
措
置
法
第
七

十
条
の
四
第
三
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
項
の
事
実

が
生
じ
た
旨
を
国
税
庁
長
官
又
は
当
該
農
地
等
の
所
在

地
の
所
轄
税
務
署
長
に
通
知
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨

及
び
次
に
掲
げ
る
事
項
を
、
書
面
に
よ
り
、
当
該
農
地

等
の
所
在
地
の
道
府
県
知
事
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一
　
租
税
特
別
措
置
法
第
七
十
条
の
四
第
三
十
六
項
の

事
実
が
生
じ
た
当
該
農
地
等
の
地
目
、
面
積
及
び
所

在
場
所
並
び
に
当
該
農
地
等
に
つ
き
法
附
則
第
十
二

条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
受
贈
者
の

氏
名
、
住
所
又
は
居
所
及
び
個
人
番
号
（
個
人
番
号

を
有
し
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
氏
名
及
び
住
所
又
は

居
所
）

二
　
前
号
の
農
地
等
に
つ
き
生
じ
た
同
号
の
事
実
の
詳

細
及
び
当
該
事
実
の
生
じ
た
年
月
日
並
び
に
当
該
事

実
に
関
し
行
つ
た
当
該
許
可
、
あ
つ
せ
ん
、
届
出
の

受
理
そ
の
他
の
行
為
の
内
容

三
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

13
　
農
業
委
員
会
は
、
租
税
特
別
措
置
法
第
七
十
条
の
四

第
三
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
附
則
第
十
二
条
第
一

項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
準
農
地
の
利
用
の
形
態
そ

の
他
の
現
況
を
当
該
準
農
地
の
所
在
地
の
所
轄
税
務
署

長
に
通
知
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
次
に
掲
げ
る

事
項
を
、
書
面
に
よ
り
、
当
該
準
農
地
の
所
在
地
の
道

府
県
知
事
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
通
知
に
係
る
法
附
則
第
十
二
条
第
一
項
の
規

定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
受
贈
者
の
氏
名
、
住
所
又

は
居
所
及
び
個
人
番
号
（
個
人
番
号
を
有
し
な
い
者

に
あ
つ
て
は
、
氏
名
及
び
住
所
又
は
居
所
）

二
　
前
号
の
受
贈
者
が
租
税
特
別
措
置
法
第
七
十
条
の

四
第
四
項
に
規
定
す
る
十
年
を
経
過
す
る
日
に
お
い

て
有
す
る
法
附
則
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用

を
受
け
た
準
農
地
の
地
目
、
面
積
及
び
所
在
場
所

三
　
前
号
の
準
農
地
に
つ
き
、
同
号
の
十
年
を
経
過
す

る
日
に
お
け
る
農
地
又
は
採
草
放
牧
地
と
し
て
の
第

一
号
の
受
贈
者
の
農
業
の
用
、
租
税
特
別
措
置
法
第

七
十
条
の
四
第
四
項
に
規
定
す
る
農
地
又
は
採
草
放

牧
地
の
保
全
又
は
利
用
上
必
要
な
施
設
の
用
そ
の
他

の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
も
の
の
そ
の
利
用
の
形
態
の

別
及
び
こ
れ
ら
の
用
に
供
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
別

に
、
地
目
及
び
面
積
並
び
に
当
該
受
贈
者
の
利
用
の

状
況
そ
の
他
の
現
況
の
詳
細

四
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

14
　
政
令
附
則
第
十
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令

で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す

る
。

一
　
法
附
則
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け

る
受
贈
者
の
氏
名
、
住
所
又
は
居
所
及
び
個
人
番
号

（
個
人
番
号
を
有
し
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
氏
名
及

び
住
所
又
は
居
所
）

二
　
法
附
則
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け

る
農
地
等
（
当
該
農
地
等
が
二
以
上
あ
る
場
合
に

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
農
地
又
は
採
草
放
牧
地
を
い
う
。
）

の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
面
積

三
　
法
附
則
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例

に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法
第
七
十
条

の
四
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
四
項
及
び
第
五
項
並
び

に
法
附
則
第
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
租

税
特
別
措
置
法
第
七
十
条
の
四
第
三
十
項
及
び
第
三

十
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
そ

の
旨

四
　
当
該
受
贈
者
が
法
附
則
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
租
税
特
別
措

置
法
第
七
十
条
の
四
第
十
五
項
第
三
号
の
規
定
の
適

用
を
受
け
る
農
地
又
は
採
草
放
牧
地
を
取
得
し
た
場

合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
当
該
農
地
又
は
採
草
放
牧
地

の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
面
積

五
　
法
附
則
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例

に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法
第
七
十
条

の
四
第
二
十
二
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
つ
た
場
合
に

は
、
そ
の
旨
及
び
同
項
に
規
定
す
る
営
農
困
難
時
貸

付
農
地
等
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
面
積

六
　
法
附
則
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
つ

た
場
合
に
は
、
そ
の
旨

七
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

15
　
政
令
附
則
第
十
条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省

令
で
定
め
る
事
項
は
、
引
き
続
い
て
法
附
則
第
十
二
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る

租
税
特
別
措
置
法
第
七
十
条
の
四
の
二
第
一
項
の
規
定

の
適
用
を
受
け
た
い
旨
及
び
同
項
に
規
定
す
る
特
定
貸

付
農
地
等
に
係
る
特
定
貸
付
け
（
同
項
に
規
定
す
る
特

定
貸
付
け
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
関
す
る
事
項
で
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
特
定
貸
付
農
地
等
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及

び
面
積

二
　
当
該
特
定
貸
付
け
を
行
つ
た
年
月
日

三
　
当
該
特
定
貸
付
農
地
等
を
借
り
受
け
た
者
の
氏
名

及
び
住
所
若
し
く
は
居
所
又
は
名
称
及
び
本
店
若
し

く
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

四
　
当
該
特
定
貸
付
け
に
係
る
法
附
則
第
十
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
租

税
特
別
措
置
法
第
七
十
条
の
四
の
二
第
一
項
に
規
定

す
る
地
上
権
（
民
法
第
二
百
六
十
九
条
の
二
第
一
項

の
地
上
権
を
除
く
。
）
、
永
小
作
権
、
使
用
貸
借
に
よ

る
権
利
又
は
賃
借
権
の
存
続
期
間

五
　
当
該
特
定
貸
付
農
地
等
に
つ
い
て
引
き
続
き
特
定

貸
付
け
を
行
つ
て
い
る
旨

16
　
法
附
則
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に

よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法
第
七
十
条
の
四

の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
猶
予
適
用
者
が
特
定
貸
付
け

を
行
つ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
第
十
四
項
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
五
号
中
「
第
七
十
条
の
四
第

二
十
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
十
条
の
四
の
二
第
一

項
」
と
す
る
。

（
軽
油
引
取
税
の
課
税
免
除
の
特
例
）

第
四
条
の
七
　
政
令
附
則
第
十
条
の
二
の
二
第
三
項
に
規

定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
音
波
機
械
、
整

備
教
育
用
エ
ン
ジ
ン
、
火
砲
及
び
誘
導
武
器
の
発
射
装

置
並
び
に
通
信
の
用
に
供
す
る
機
械
及
び
レ
ー
ダ
ー
の

整
備
用
機
械
等
と
す
る
。

２
　
政
令
附
則
第
十
条
の
二
の
二
第
六
項
に
規
定
す
る
委

託
を
受
け
て
農
作
業
を
行
う
者
で
総
務
省
令
で
定
め
る

も
の
は
、
農
作
業
の
う
ち
基
幹
的
な
作
業
（
専
ら
機
械

を
使
用
し
て
行
わ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
の
全
て
の
委

託
を
受
け
て
農
作
業
を
行
う
者
と
す
る
。

３
　
政
令
附
則
第
十
条
の
二
の
二
第
六
項
に
規
定
す
る
素

材
生
産
業
を
営
む
者
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、

前
年
度
の
素
材
の
生
産
量
が
千
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で

あ
る
素
材
生
産
業
を
営
む
者
と
す
る
。

４
　
政
令
附
則
第
十
条
の
二
の
二
第
八
項
の
表
に
規
定
す

る
と
び
・
土
工
工
事
業
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

は
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
三

条
の
規
定
に
よ
る
と
び
・
土
工
工
事
業
の
許
可
を
受
け

て
専
ら
と
び
・
土
工
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
工
事
を
行
う
も

の
が
営
む
と
び
・
土
工
工
事
業
と
す
る
。

５
　
政
令
附
則
第
十
条
の
二
の
二
第
八
項
の
表
に
規
定
す

る
航
空
運
送
サ
ー
ビ
ス
業
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

は
、
飛
行
場
に
お
い
て
航
空
機
へ
の
旅
客
乗
降
用
設
備

の
供
用
、
航
空
貨
物
の
積
卸
し
若
し
く
は
運
搬
又
は
航

空
機
の
整
備
を
行
う
事
業
と
す
る
。

６
　
政
令
附
則
第
十
条
の
二
の
二
第
八
項
の
表
に
規
定
す

る
公
共
の
飛
行
場
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
新

千
歳
空
港
、
旭
川
空
港
、
釧
路
空
港
、
帯
広
空
港
、
函

館
空
港
、
女
満
別
空
港
、
青
森
空
港
、
仙
台
空
港
、
秋

田
空
港
、
成
田
国
際
空
港
、
東
京
国
際
空
港
、
新
潟
空

港
、
富
山
空
港
、
小
松
飛
行
場
、
静
岡
空
港
、
中
部
国
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際
空
港
、
関
西
国
際
空
港
、
大
阪
国
際
空
港
、
神
戸
空

港
、
出
雲
空
港
、
岡
山
空
港
、
広
島
空
港
、
山
口
宇
部

空
港
、
高
松
空
港
、
徳
島
飛
行
場
、
松
山
空
港
、
高
知

空
港
、
福
岡
空
港
、
北
九
州
空
港
、
長
崎
空
港
、
熊
本

空
港
、
大
分
空
港
、
宮
崎
空
港
、
鹿
児
島
空
港
、
奄
美

空
港
、
那
覇
空
港
、
宮
古
空
港
及
び
新
石
垣
空
港
と
す

る
。

７
　
政
令
附
則
第
十
条
の
二
の
二
第
八
項
の
表
に
規
定
す

る
木
材
加
工
業
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
一
般

製
材
業
、
単
板
製
造
業
、
床
板
製
造
業
、
木
材
チ
ッ
プ

製
造
業
、
造
作
材
製
造
業
、
合
板
製
造
業
、
建
築
用
木

製
組
立
材
料
製
造
業
、
パ
ー
テ
ィ
ク
ル
ボ
ー
ド
製
造
業

及
び
木
材
防
腐
処
理
業
と
す
る
。

８
　
政
令
附
則
第
十
条
の
二
の
二
第
八
項
の
表
に
規
定
す

る
木
材
市
場
業
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
政
令

第
五
十
六
条
の
五
十
七
第
一
項
に
規
定
す
る
市
場
を
開

設
し
、
又
は
経
営
す
る
事
業
と
す
る
。

９
　
政
令
附
則
第
十
条
の
二
の
二
第
八
項
の
表
に
規
定
す

る
堆
肥
製
造
業
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
肥
料

の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法

律
第
百
二
十
七
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
届
出
が
さ
れ
た
同
項
第
三
号
の
事
業
場
内
で
行
わ
れ

る
バ
ー
ク
堆
肥
製
造
業
と
す
る
。

10
　
第
八
条
の
三
十
八
の
規
定
は
、
法
附
則
第
十
二
条
の

二
の
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
四
十
四
条

の
二
十
一
の
規
定
に
よ
る
免
税
の
手
続
に
つ
い
て
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
八
条
の
三
十
八
第
一

項
第
一
号
中
「
、
氏
名
又
は
名
称
及
び
個
人
番
号
（
行

政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番

号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す

る
個
人
番
号
を
い
う
。
以
下
軽
油
引
取
税
に
つ
い
て
同

じ
。
）
又
は
法
人
番
号
（
同
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る

法
人
番
号
を
い
う
。
以
下
軽
油
引
取
税
に
つ
い
て
同

じ
。
）
（
個
人
番
号
若
し
く
は
法
人
番
号
を
有
し
な
い
者

又
は
法
第
百
四
十
四
条
の
二
十
一
第
二
項
後
段
の
規
定

に
よ
り
代
表
者
を
定
め
て
免
税
軽
油
使
用
者
証
の
交
付

を
受
け
よ
う
と
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
者
に
あ
つ
て
は
、
住

所
又
は
事
務
所
若
し
く
は
事
業
所
の
所
在
地
及
び
氏
名

又
は
名
称
）
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
氏
名
又
は
名
称
」

と
、
同
項
第
三
号
中
「
又
は
設
備
」
と
あ
る
の
は
「
、

車
両
又
は
設
備
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
、
氏
名
又
は

名
称
及
び
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
（
個
人
番
号
又
は

法
人
番
号
を
有
し
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
住
所
又
は
事

務
所
若
し
く
は
事
業
所
の
所
在
地
及
び
氏
名
又
は
名

称
）
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
氏
名
又
は
名
称
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

11
　
第
八
条
の
三
十
九
の
規
定
は
、
法
附
則
第
十
二
条
の

二
の
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
四
十
四
条

の
二
十
七
の
規
定
に
よ
る
免
税
軽
油
の
引
取
り
等
に
係

る
報
告
義
務
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

12
　
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
七
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま

で
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
前
項
に
お
い

て
準
用
す
る
第
八
条
の
三
十
九
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表

の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字

句
と
す
る
。

第一項

八
　
当
該
報
告
対

象
期
間
内
に
行
つ

た
当
該
免
税
軽
油

使
用
者
証
に
係
る

報
告
対
象
免
税
軽

油
の
使
用
に
関
す

る
事
実
及
び
そ
の

数
量
（
そ
の
事
実

が
な
い
場
合
に
は
、

そ
の
旨
）

八
　
当
該
報
告
対
象
期
間
内
に

行
つ
た
当
該
免
税
軽
油
使
用
者

証
に
係
る
報
告
対
象
免
税
軽
油

の
使
用
に
関
す
る
事
実
及
び
そ

の
数
量
（
そ
の
事
実
が
な
い
場

合
に
は
、
そ
の
旨
）

八
の
二
　
当
該
報
告
対
象
期
間

内
に
行
つ
た
法
附
則
第
十
二
条

の
二
の
七
第
五
項
か
ら
第
七
項

ま
で
に
規
定
す
る
譲
渡
に
関
す

る
事
実
及
び
そ
の
数
量

第二項

第
十
六
号
の
三
十

様
式

第
十
六
号
の
三
十
の
二
様
式

一
　
報
告
対
象
免

税
軽
油
の
引
取
り

を
行
つ
た
日
及
び

そ
の
数
量
並
び
に

当
該
報
告
対
象
免

税
軽
油
の
引
渡
し

を
行
つ
た
販
売
業

者
の
氏
名
又
は
名

称
を
証
す
る
に
足

り
る
書
類

一
　
報
告
対
象
免
税
軽
油
の
引

取
り
を
行
つ
た
日
及
び
そ
の
数

量
並
び
に
当
該
報
告
対
象
免
税

軽
油
の
引
渡
し
を
行
つ
た
販
売

業
者
の
氏
名
又
は
名
称
を
証
す

る
に
足
り
る
書
類

一
の
二
　
法
附
則
第
十
二
条
の

二
の
七
第
六
項
又
は
第
七
項
に

規
定
す
る
譲
渡
を
行
つ
た
数
量

及
び
譲
渡
先
の
名
称
を
証
す
る

に
足
り
る
書
類

第二項第二号

前
号

前
二
号

13
　
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
七
第
四
項
の
場
合
に
お
け

る
第
八
条
の
三
十
一
、
第
八
条
の
三
十
七
及
び
第
八
条

の
五
十
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
八
条
の
三

十
一
第
一
項
中
「
法
第
百
四
十
四
条
の
二
十
一
第
一

項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
四
十
四
条
の
二
十
一
第
一

項
（
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
七
第
二
項
に
お
い
て
読

み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
、
第
八
条
の

三
十
七
第
一
項
中
「
法
第
百
四
十
四
条
の
六
」
と
あ
る

の
は
「
法
第
百
四
十
四
条
の
六
又
は
法
附
則
第
十
二
条

の
二
の
七
第
一
項
」
と
、
「
法
第
百
四
十
四
条
の
二
十

一
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
四
十
四
条
の
二
十

一
第
一
項
（
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
七
第
二
項
に
お

い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
、
第

八
条
の
五
十
三
第
二
項
中
「
又
は
第
百
四
十
四
条
の

六
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
第
百
四
十
四
条
の
六
又

は
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
七
第
一
項
」
と
す
る
。

第
四
条
の
八
　
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
七
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
法
第
百
四
十
四
条
の
二
十
一
第
六
項
の

規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
免
税
証
の
様
式
は
、
第
十
六

号
の
十
三
様
式
と
す
る
。

２
　
政
令
附
則
第
十
条
の
二
の
二
第
九
項
に
お
い
て
準
用

す
る
第
四
十
三
条
の
十
五
の
規
定
に
よ
る
免
税
証
の
手

続
に
係
る
様
式
は
、
第
十
六
号
の
十
六
の
二
様
式
、
第

十
六
号
の
十
七
の
二
様
式
か
ら
第
十
六
号
の
二
十
四
様

式
ま
で
及
び
第
十
六
号
の
三
十
様
式
と
す
る
。

３
　
政
令
附
則
第
十
条
の
二
の
二
第
十
一
項
に
お
い
て
準

用
す
る
第
四
十
三
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
届
出
及
び
そ

の
承
認
の
様
式
は
、
第
十
六
号
の
十
五
様
式
と
す
る
。

（
環
境
性
能
割
交
付
金
を
計
算
す
る
場
合
に
係
る
経
過

措
置
）

第
四
条
の
九
　
当
分
の
間
、
第
九
条
の
十
の
規
定
に
よ
り

道
路
の
延
長
及
び
面
積
を
算
定
す
る
場
合
に
は
、
道
路

台
帳
が
調
製
さ
れ
て
い
な
い
道
路
に
あ
つ
て
は
、
道
路

橋
り
よ
う
現
況
調
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
延
長
及
び
路

面
幅
員
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
福
島
県
双
葉
郡
楢
葉
町
等
に
係
る
人
口
の
定
義
の
特

例
）

第
四
条
の
九
の
二
　
福
島
県
双
葉
郡
楢
葉
町
、
富
岡
町
、

川
内
村
、
大
熊
町
、
双
葉
町
、
浪
江
町
及
び
葛
尾
村
並

び
に
相
馬
郡
飯
舘
村
に
対
す
る
第
九
条
の
十
三
第
一
項

及
び
第
二
項
の
規
定
（
第
九
条
の
十
一
第
三
項
及
び
第

六
項
の
規
定
の
人
口
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

第
九
条
の
十
三
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句

は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
後
段
及
び
第
三
項

の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

第一項

前
年
度
末
ま
で
に
官

報
で
公
示
さ
れ
た
国

勢
調
査
の
う
ち

近

の
も
の
の
結
果
に
よ

る
人
口

平
成
二
十
二
年
の
国
勢
調
査
の

結
果
に
よ
る
当
該
市
町
村
の
人

口
の
確
定
数
に
、
令
和
二
年
九

月
三
十
日
に
お
い
て
住
民
基
本

台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律

第
八
十
一
号
）
に
基
づ
き
住
民

基
本
台
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る

者
の
数
を
平
成
二
十
二
年
九
月

三
十
日
に
お
い
て
同
法
に
基
づ

き
住
民
基
本
台
帳
に
記
載
さ
れ

て
い
る
者
の
数
で
除
し
て
得
た

率
（
次
項
に
お
い
て
「
特
例

率
」
と
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得

た
人
口
（
次
項
に
お
い
て
「
特

例
人
口
」
と
い
う
。
）

第二項

昼
間
人
口
（
従
業
地

、
通
学
地
に
よ
る
人

口
が

特
例
昼
間
人
口
（

に
よ
り
前
年
度
末
ま

で
に

に
よ
り

国
勢
調
査
の
う
ち

近
の
も
の

平
成
二
十
二
年
の
国
勢
調
査

当
該
人
口
を
い
う
。

以
下
こ
の
項
及
び
次

項

従
業
地
、
通
学
地
に
よ
る
人
口

に
特
例
率
を
乗
じ
て
得
た
人
口

を
い
う
。
以
下
こ
の
項

常
住
人
口
（
当
該
国

勢
調
査
の
結
果
に
よ

る
官
報
で
公
示
さ
れ

た
人
口
を
い
う
。
以

下
こ
の
項
及
び
次
項

に
お
い
て
同
じ
。
）

特
例
人
口

昼
間
人
口
か
ら
常
住

人
口

特
例
昼
間
人
口
か
ら
特
例
人
口

同
項
の
人
口

特
例
人
口

（
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
十
一
第
一
項
の
認
定
又
は

評
価
）

第
四
条
の
十
　
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
十
一
第
一
項
に

規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
認
定
又
は
評
価
は
、
低

排
出
ガ
ス
車
認
定
実
施
要
領
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
認

定
（
附
則
第
五
条
の
二
及
び
附
則
第
五
条
の
二
の
三
に

お
い
て
「
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
」
と
い
う
。
）
又
は
自

動
車
の
燃
費
性
能
の
評
価
及
び
公
表
に
関
す
る
実
施
要

領
（
附
則
第
五
条
の
二
の
三
に
お
い
て
「
燃
費
評
価
実

施
要
領
」
と
い
う
。
）
第
三
条
か
ら
第
四
条
の
三
ま
で

の
規
定
に
よ
る
評
価
と
す
る
。

（
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
十
三
第
一
項
の
路
線
バ
ス

等
）

第
四
条
の
十
一
　
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
十
三
第
一
項

に
規
定
す
る
乗
降
口
か
ら
車
椅
子
を
固
定
す
る
こ
と
が

で
き
る
設
備
ま
で
の
通
路
に
段
が
な
い
路
線
バ
ス
等
で

あ
つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
当
該
路
線
バ
ス

等
に
係
る
第
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
自
動
車
検

査
証
（
以
下
こ
の
条
か
ら
附
則
第
五
条
の
二
ま
で
に
お

い
て
「
自
動
車
検
査
証
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
ノ
ン
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ス
テ
ッ
プ
バ
ス
で
あ
る
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
も

の
と
す
る
。

２
　
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
十
三
第
一
項
第
二
号
に
規

定
す
る
公
共
交
通
移
動
等
円
滑
化
基
準
で
総
務
省
令
で

定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
の
区
分

に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
基
準
と
す
る
。

一
　
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
十
三
第
一
項
に
規
定
す

る
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
を
経
営
す
る
者

が
同
項
に
規
定
す
る
路
線
定
期
運
行
の
用
に
供
す
る

自
動
車
（
第
五
項
第
一
号
に
お
い
て
「
乗
合
バ
ス
」

と
い
う
。
）
　
移
動
等
円
滑
化
の
た
め
に
必
要
な
旅
客

施
設
又
は
車
両
等
の
構
造
及
び
設
備
並
び
に
旅
客
施

設
及
び
車
両
等
を
使
用
し
た
役
務
の
提
供
の
方
法
に

関
す
る
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
八
年
国
土
交

通
省
令
第
百
十
一
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
公

共
交
通
移
動
等
円
滑
化
基
準
省
令
」
と
い
う
。
）
第

三
十
七
条
か
ら
第
四
十
二
条
ま
で
の
基
準

二
　
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
十
三
第
一
項
に
規
定
す

る
一
般
貸
切
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
を
経
営
す
る
者

が
そ
の
事
業
の
用
に
供
す
る
自
動
車
（
第
五
項
第
二

号
に
お
い
て
「
貸
切
バ
ス
」
と
い
う
。
）
　
公
共
交
通

移
動
等
円
滑
化
基
準
省
令
第
三
十
八
条
第
一
項
及
び

第
四
十
条
第
二
項
並
び
に
公
共
交
通
移
動
等
円
滑
化

基
準
省
令
第
四
十
三
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
公

共
交
通
移
動
等
円
滑
化
基
準
省
令
第
三
章
第
三
節

（
第
三
十
八
条
第
一
項
、
第
三
十
九
条
第
五
号
及
び

第
六
号
、
第
三
十
九
条
の
二
、
第
四
十
条
第
二
項
、

第
四
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
四
十
三

条
を
除
く
。
）
の
基
準

３
　
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
十
三
第
二
項
に
規
定
す
る

車
椅
子
を
使
用
し
た
ま
ま
円
滑
に
乗
降
す
る
た
め
の
昇

降
機
を
備
え
る
路
線
バ
ス
等
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定

め
る
も
の
は
、
当
該
路
線
バ
ス
等
に
係
る
自
動
車
検
査

証
に
お
い
て
リ
フ
ト
付
き
バ
ス
で
あ
る
旨
が
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
。

４
　
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
十
三
第
二
項
に
規
定
す
る

空
港
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
八
十
号
）
第
二
条
に

規
定
す
る
空
港
又
は
同
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
政
令

で
定
め
る
飛
行
場
を
起
点
又
は
終
点
と
す
る
自
動
車
で

総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
当
該
自
動
車
に
係
る
自

動
車
検
査
証
に
お
い
て
空
港
ア
ク
セ
ス
バ
ス
で
あ
る
旨

が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
。

５
　
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
十
三
第
二
項
第
二
号
に
規

定
す
る
公
共
交
通
移
動
等
円
滑
化
基
準
で
総
務
省
令
で

定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
の
区
分

に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
基
準
と
す
る
。

一
　
乗
合
バ
ス
　
公
共
交
通
移
動
等
円
滑
化
基
準
省
令

第
三
十
七
条
第
一
項
、
第
三
十
八
条
第
二
項
及
び
第

四
十
二
条
の
基
準

二
　
貸
切
バ
ス
　
公
共
交
通
移
動
等
円
滑
化
基
準
省
令

第
四
十
三
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
公
共
交
通
移

動
等
円
滑
化
基
準
省
令
第
三
章
第
三
節
（
第
三
十
八

条
第
一
項
、
第
三
十
九
条
第
五
号
及
び
第
六
号
、
第

三
十
九
条
の
二
、
第
四
十
条
第
二
項
、
第
四
十
一
条

第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
四
十
三
条
を
除
く
。
）

の
基
準

６
　
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
十
三
第
三
項
に
規
定
す
る

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
上
の
利
便
性
を
特
に
向
上

さ
せ
る
乗
用
車
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

は
、
移
動
等
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
基
本
方
針
に
お

い
て
移
動
等
円
滑
化
の
目
標
が
定
め
ら
れ
て
い
る
ノ
ン

ス
テ
ッ
プ
バ
ス
の
基
準
等
を
定
め
る
告
示
（
平
成
二
十

四
年
国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
五
十
七
号
）
第
四
条
第

一
項
の
認
定
を
受
け
た
も
の
と
し
て
、
当
該
乗
用
車
に

係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
認
定
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ

ザ
イ
ン
タ
ク
シ
ー
で
あ
る
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る

も
の
と
す
る
。

７
　
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
十
三
第
三
項
第
二
号
に
規

定
す
る
公
共
交
通
移
動
等
円
滑
化
基
準
で
総
務
省
令
で

定
め
る
も
の
は
、
公
共
交
通
移
動
等
円
滑
化
基
準
省
令

第
四
十
五
条
第
一
項
の
基
準
と
す
る
。

８
　
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
十
三
第
四
項
に
規
定
す
る

総
務
省
令
で
定
め
る
自
動
車
は
、
当
該
自
動
車
に
係
る

自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
側
方
衝
突
警
報
装
置
（
同
項

に
規
定
す
る
側
方
衝
突
警
報
装
置
を
い
う
。
次
項
及
び

第
十
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
衝
突
被
害
軽
減
制

動
制
御
装
置
（
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
衝
突
被
害
軽

減
制
動
制
御
装
置
を
い
う
。
第
十
項
及
び
第
十
三
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
を
搭
載
し
た
車
両
で
あ
る
旨
が
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
。

９
　
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
十
三
第
四
項
に
規
定
す
る

側
方
衝
突
警
報
装
置
に
係
る
保
安
上
又
は
公
害
防
止
そ

の
他
の
環
境
保
全
上
の
技
術
基
準
で
総
務
省
令
で
定
め

る
も
の
は
、
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
の
細
目
を
定

め
る
告
示
（
次
項
及
び
附
則
第
五
条
の
二
に
お
い
て

「
細
目
告
示
」
と
い
う
。
）
第
六
十
七
条
の
五
及
び
第
百

四
十
五
条
の
五
の
基
準
と
す
る
。

10
　
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
十
三
第
四
項
に
規
定
す
る

衝
突
被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置
に
係
る
保
安
上
又
は
公

害
防
止
そ
の
他
の
環
境
保
全
上
の
技
術
基
準
で
総
務
省

令
で
定
め
る
も
の
は
、
細
目
告
示
第
十
五
条
第
七
項
及

び
第
九
十
三
条
第
八
項
の
基
準
と
す
る
。

11
　
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
十
三
第
四
項
に
規
定
す
る

総
務
省
令
で
定
め
る
被
け
ん
引
自
動
車
は
、
当
該
自
動

車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
被
け
ん
引
自
動
車

で
あ
る
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
。

12
　
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
十
三
第
五
項
に
規
定
す
る

総
務
省
令
で
定
め
る
自
動
車
は
、
当
該
自
動
車
に
係
る

自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
側
方
衝
突
警
報
装
置
を
搭
載

し
た
車
両
で
あ
る
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
も
の
と

す
る
。

13
　
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
十
三
第
六
項
に
規
定
す
る

総
務
省
令
で
定
め
る
自
動
車
は
、
当
該
自
動
車
に
係
る

自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制
御
装

置
を
搭
載
し
た
車
両
で
あ
る
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

る
も
の
と
す
る
。

14
　
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
十
三
第
六
項
に
規
定
す
る

総
務
省
令
で
定
め
る
乗
用
車
は
、
乗
車
定
員
が
十
人
で

あ
り
、
か
つ
、
立
席
を
有
し
な
い
も
の
と
す
る
。

15
　
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
十
三
第
六
項
に
規
定
す
る

総
務
省
令
で
定
め
る
バ
ス
は
、
立
席
を
有
し
な
い
も
の

と
す
る
。

16
　
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
十
三
第
七
項
に
規
定
す
る

総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場

合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
と
す

る
。

一
　
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
十
三
第
一
項
か
ら
第
三

項
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
　

次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
十
三
第
一
項
か
ら
第

三
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
旨

ロ
　
自
動
車
の
通
常
の
取
得
価
額
（
法
第
百
五
十
六

条
に
規
定
す
る
通
常
の
取
得
価
額
を
い
う
。
次
号

ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）

ハ
　
自
動
車
の
乗
車
定
員

二
　
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
十
三
第
四
項
か
ら
第
六

項
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
　

次
に
掲
げ
る
事
項
（
同
条
第
四
項
及
び
第
五
項
に
掲

げ
る
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
ニ
に
掲
げ
る
事
項
を
除

く
。
）

イ
　
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
十
三
第
四
項
か
ら
第

六
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
旨

ロ
　
自
動
車
の
通
常
の
取
得
価
額

ハ
　
自
動
車
の
車
両
総
重
量
（
第
九
条
の
二
第
三
項

第
一
号
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
を
い
う
。
附
則

第
五
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

ニ
　
自
動
車
の
乗
車
定
員

17
　
前
項
第
一
号
ハ
並
び
に
第
二
号
ハ
及
び
ニ
に
掲
げ
る

事
項
は
、
当
該
自
動
車
に
係
る
法
第
百
六
十
条
第
一
項

若
し
く
は
第
百
六
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出

さ
れ
た
申
告
書
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
提
出

さ
れ
た
修
正
申
告
書
に
既
に
こ
れ
ら
の
事
項
が
記
載
さ

れ
て
い
た
場
合
に
限
り
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
法
附
則
第
十
二
条
の
三
第
一
項
の
専
ら
メ
タ
ノ
ー
ル

を
内
燃
機
関
の
燃
料
と
し
て
用
い
る
自
動
車
等
）

第
五
条
　
法
附
則
第
十
二
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
専

ら
メ
タ
ノ
ー
ル
を
内
燃
機
関
の
燃
料
と
し
て
用
い
る
自

動
車
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
及
び
メ
タ
ノ
ー
ル
と

メ
タ
ノ
ー
ル
以
外
の
も
の
と
の
混
合
物
を
内
燃
機
関
の

燃
料
と
し
て
用
い
る
自
動
車
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も

の
は
、
当
該
燃
料
に
よ
る
走
行
が
可
能
と
な
る
よ
う
内

燃
機
関
に
着
火
性
、
耐
腐
食
性
等
を
高
め
る
た
め
の
所

要
の
改
良
を
施
し
た
自
動
車
で
当
該
自
動
車
に
係
る
第

九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い

て
主
燃
料
が
メ
タ
ノ
ー
ル
で
あ
る
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
る
も
の
と
す
る
。

２
　
法
附
則
第
十
二
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
メ
タ
ノ

ー
ル
と
メ
タ
ノ
ー
ル
以
外
の
も
の
と
の
混
合
物
で
総
務

省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
温
度
十
五
度
か
つ
千
十
三
ヘ

ク
ト
パ
ス
カ
ル
の
気
圧
に
お
い
て
、
当
該
燃
料
に
混
合

さ
れ
た
メ
タ
ノ
ー
ル
の
容
積
を
当
該
燃
料
に
混
合
さ
れ

た
メ
タ
ノ
ー
ル
以
外
の
も
の
の
容
積
で
除
し
て
得
た
数

値
が
四
以
上
と
な
る
も
の
と
す
る
。

（
法
附
則
第
十
二
条
の
三
第
二
項
第
二
号
の
基
準
等
）

第
五
条
の
二
　
法
附
則
第
十
二
条
の
三
第
二
項
第
二
号
に

規
定
す
る
平
成
三
十
年
十
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る

べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で

総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
細
目
告
示
第
四
十
一
条

第
一
項
第
十
一
号
の
基
準
と
す
る
。

２
　
法
附
則
第
十
二
条
の
三
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
二
十
一
年
天
然
ガ
ス
車

基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
十
分
の
九
を
超
え

な
い
天
然
ガ
ス
自
動
車
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
の
区
分
に
応
じ
、
当

該
各
号
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
天
然
ガ
ス
自
動
車

と
す
る
。

一
　
車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
以
下
の
自
動
車
　
窒

素
酸
化
物
の
排
出
量
が
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準

の
細
目
を
定
め
る
告
示
及
び
道
路
運
送
車
両
の
保
安

基
準
第
二
章
及
び
第
三
章
の
規
定
の
適
用
関
係
の
整

理
の
た
め
必
要
な
事
項
を
定
め
る
告
示
の
一
部
を
改

正
す
る
告
示
（
平
成
三
十
年
国
土
交
通
省
告
示
第
五

百
二
十
八
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
細
目
告
示
（
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
細
目
告
示
」
と
い
う
。
）
第

四
十
一
条
第
一
項
第
十
一
号
イ
の
表
の
（
１
）
か
ら

（
３
）
ま
で
に
掲
げ
る
自
動
車
の
種
別
に
応
じ
、
同

表
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
十
分
の
九
を

超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定

を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
を
超
え
る
自
動
車
　

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
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一
項
第
九
号
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
十
分
の

九
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車

認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

３
　
法
附
則
第
十
二
条
の
三
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る

ガ
ソ
リ
ン
自
動
車
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次

に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
ガ
ソ
リ
ン
自
動
車
と
す

る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ

と
。

イ
　
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
細
目
告
示
第
四
十
一

条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
（
１
）
の
窒
素
酸
化

物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
二
分
の
一
を
超
え
な
い
自

動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た

も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
旧
細
目
告
示
第
四
十

一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
（
１
）
の
窒
素
酸

化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い

自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
を
受
け

た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
第
九
条
の
二
第
八
項
第
二
号
に
規
定
す
る
令
和
十

二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
（
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
令
和
十
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
」
と

い
う
。
）
が
九
十
以
上
で
あ
る
自
動
車
で
あ
る
こ
と

及
び
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て

そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

三
　
第
九
条
の
二
第
八
項
第
三
号
に
規
定
す
る
令
和
二

年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
」
と
い

う
。
）
が
百
以
上
で
あ
る
自
動
車
で
あ
る
こ
と
及
び

当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の

旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

４
　
法
附
則
第
十
二
条
の
三
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る

石
油
ガ
ス
自
動
車
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次

に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
石
油
ガ
ス
自
動
車
と
す

る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ

と
。

イ
　
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
細
目
告
示
第
四
十
一

条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
（
１
）
の
窒
素
酸
化

物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
二
分
の
一
を
超
え
な
い
自

動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た

も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
旧
細
目
告
示
第
四
十

一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
（
１
）
の
窒
素
酸

化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い

自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
を
受
け

た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
令
和
十
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
九
十
以

上
で
あ
る
自
動
車
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動
車
に

係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
る
こ
と
。

三
　
令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
以
上
で

あ
る
自
動
車
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動
車
に
係
る

自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
る
こ
と
。

５
　
法
附
則
第
十
二
条
の
三
第
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る

軽
油
自
動
車
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲

げ
る
要
件
に
該
当
す
る
軽
油
自
動
車
と
す
る
。

一
　
令
和
十
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
九
十
以

上
で
あ
る
自
動
車
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動
車
に

係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二
　
令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
以
上
で

あ
る
自
動
車
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動
車
に
係
る

自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
る
こ
と
。

６
　
法
附
則
第
十
二
条
の
三
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る

ガ
ソ
リ
ン
自
動
車
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次

に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
ガ
ソ
リ
ン
自
動
車
と
す

る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ

と
。

イ
　
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
細
目
告
示
第
四
十
一

条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
（
１
）
の
窒
素
酸
化

物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
二
分
の
一
を
超
え
な
い
自

動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た

も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
旧
細
目
告
示
第
四
十

一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
（
１
）
の
窒
素
酸

化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い

自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
を
受
け

た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
令
和
十
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
七
十
以

上
九
十
未
満
で
あ
る
自
動
車
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該

自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

三
　
令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
以
上
で

あ
る
自
動
車
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動
車
に
係
る

自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
る
こ
と
。

７
　
法
附
則
第
十
二
条
の
三
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る

石
油
ガ
ス
自
動
車
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次

に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
石
油
ガ
ス
自
動
車
と
す

る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ

と
。

イ
　
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
細
目
告
示
第
四
十
一

条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
（
１
）
の
窒
素
酸
化

物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
二
分
の
一
を
超
え
な
い
自

動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た

も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
旧
細
目
告
示
第
四
十

一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
（
１
）
の
窒
素
酸

化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い

自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
を
受
け

た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
令
和
十
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
七
十
以

上
九
十
未
満
で
あ
る
自
動
車
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該

自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

三
　
令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
以
上
で

あ
る
自
動
車
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動
車
に
係
る

自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
る
こ
と
。

８
　
法
附
則
第
十
二
条
の
三
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る

軽
油
自
動
車
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲

げ
る
要
件
に
該
当
す
る
軽
油
自
動
車
と
す
る
。

一
　
令
和
十
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
七
十
以

上
九
十
未
満
で
あ
る
自
動
車
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該

自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二
　
令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
以
上
で

あ
る
自
動
車
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動
車
に
係
る

自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
る
こ
と
。

９
　
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
（
法
附
則
第
十
二
条
の
五

第
一
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
を
い

う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
申
請
を
し
た

者
が
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
（
当
該
申
請
を
し
た
者

に
当
該
申
請
に
必
要
な
情
報
を
直
接
又
は
間
接
に
提
供

し
た
者
の
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
を
含
む
。
）
に
よ

り
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
を
受
け
た
こ
と
を
事
由
と

し
て
国
土
交
通
大
臣
が
当
該
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等

を
取
り
消
し
た
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
取
消
し
後
に
そ

の
対
象
と
な
つ
た
自
動
車
が
新
た
に
受
け
た
国
土
交
通

大
臣
の
認
定
等
が
自
動
車
登
録
フ
ァ
イ
ル
（
道
路
運
送

車
両
法
第
四
条
に
規
定
す
る
自
動
車
登
録
フ
ァ
イ
ル
を

い
う
。
）
に
記
録
さ
れ
て
か
ら
、
当
該
新
た
に
受
け
た

国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
が
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動

車
検
査
証
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
お

い
て
は
、
当
該
自
動
車
に
対
す
る
第
三
項
か
ら
前
項
ま

で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中

「
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
」
と
あ
る
の
は

「
道
路
運
送
車
両
法
第
四
条
に
規
定
す
る
自
動
車
登
録

フ
ァ
イ
ル
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
法
附
則
第
十
二
条
の
四
第
一
項
の
運
行
に
相
当
す
る

も
の
）

第
五
条
の
二
の
二
　
法
附
則
第
十
二
条
の
四
第
一
項
に
規

定
す
る
法
第
百
四
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
運
行
に

相
当
す
る
も
の
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、

人
又
は
物
品
を
運
送
す
る
と
し
な
い
と
に
か
か
わ
ら

ず
、
自
動
車
を
当
該
装
置
の
用
い
方
に
従
い
用
い
る
こ

と
を
い
う
。

（
法
附
則
第
十
二
条
の
五
第
一
項
の
認
定
又
は
評
価
）

第
五
条
の
二
の
三
　
法
附
則
第
十
二
条
の
五
第
一
項
に
規

定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
認
定
又
は
評
価
は
、
低
排

出
ガ
ス
車
認
定
又
は
燃
費
評
価
実
施
要
領
第
三
条
か
ら

第
四
条
の
三
ま
で
の
規
定
に
よ
る
評
価
と
す
る
。

（
政
令
附
則
第
十
条
の
三
第
二
項
の
総
務
省
令
で
定
め

る
区
域
）

第
五
条
の
三
　
政
令
附
則
第
十
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す

る
総
務
省
令
で
定
め
る
区
域
は
、
つ
く
ば
市
の
区
域
、

つ
く
ば
み
ら
い
市
の
区
域
、
川
口
市
の
区
域
、
さ
い
た

ま
市
の
区
域
、
八
潮
市
の
区
域
、
市
川
市
の
区
域
、
松

戸
市
の
区
域
、
流
山
市
の
区
域
、
船
橋
市
の
区
域
、
八

千
代
市
の
区
域
、
八
王
子
市
の
区
域
、
町
田
市
の
区

域
、
多
摩
市
の
区
域
、
藤
沢
市
の
区
域
、
大
和
市
の
区

域
、
奈
良
市
の
区
域
、
生
駒
市
の
区
域
、
東
大
阪
市
の

区
域
、
豊
中
市
の
区
域
、
吹
田
市
の
区
域
、
堺
市
の
区

域
、
川
西
市
の
区
域
及
び
三
田
市
の
区
域
（
都
市
計
画

法
第
七
条
第
二
項
の
市
街
化
区
域
に
限
る
。
）
と
す
る
。

（
法
附
則
第
十
四
条
の
二
第
三
項
の
証
明
が
さ
れ
た
固

定
資
産
）

第
五
条
の
四
　
法
附
則
第
十
四
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す

る
博
覧
会
協
会
に
無
償
で
貸
し
付
け
て
い
る
こ
と
に
つ

き
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
証
明
が
さ
れ
た

固
定
資
産
は
、
同
項
に
規
定
す
る
契
約
の
契
約
書
の
写

し
を
市
町
村
長
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
証
明
が
さ
れ

た
固
定
資
産
と
す
る
。

（
政
令
附
則
第
十
一
条
第
二
項
第
一
号
の
倉
庫
等
）

第
六
条
　
政
令
附
則
第
十
一
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す

る
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
証
明
が
さ
れ
た

倉
庫
は
、
同
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
と
し

て
、
国
土
交
通
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
地
方
運

輸
局
長
（
運
輸
監
理
部
の
長
を
含
む
。
）
の
証
明
が
さ

れ
た
倉
庫
と
す
る
。

２
　
政
令
附
則
第
十
一
条
第
二
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る

総
務
省
令
で
定
め
る
冷
蔵
品
は
、
倉
庫
業
法
施
行
規
則
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別
表
に
掲
げ
る
第
八
類
物
品
と
し
、
同
号
に
規
定
す
る

総
務
省
令
で
定
め
る
倉
庫
は
、
倉
庫
業
法
施
行
規
則
第

三
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
一
類
倉
庫
と
す
る
。

３
　
政
令
附
則
第
十
一
条
第
二
項
第
一
号
ハ
に
規
定
す
る

総
務
省
令
で
定
め
る
骨
格
材
は
、
そ
の
肉
厚
が
三
ミ
リ

メ
ー
ト
ル
以
上
の
骨
格
材
と
す
る
。

４
　
政
令
附
則
第
十
一
条
第
二
項
第
一
号
ホ
（
２
）
に
規

定
す
る
装
置
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
貯
蔵
槽

ご
と
に
搬
入
す
る
貨
物
の
種
類
及
び
重
量
を
自
動
的
に

指
定
す
る
機
能
を
有
し
、
荷
揚
げ
能
力
が
毎
時
三
百
ト

ン
以
上
で
あ
る
装
置
と
す
る
。

５
　
政
令
附
則
第
十
一
条
第
二
項
第
一
号
ホ
（
３
）
に
規

定
す
る
装
置
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
貯
蔵
槽

ご
と
に
搬
出
す
る
貨
物
の
種
類
及
び
重
量
を
自
動
的
に

指
定
す
る
機
能
を
有
す
る
装
置
と
す
る
。

６
　
政
令
附
則
第
十
一
条
第
二
項
第
一
号
ホ
（
５
）
に
規

定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
に
掲
げ
る
要

件
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
シ
ス
テ
ム
が
導
入
さ
れ
て
い
る
も
の

で
あ
る
こ
と
。

イ
　
デ
ー
タ
交
換
シ
ス
テ
ム
（
荷
主
そ
の
他
の
関
係

者
と
の
間
で
商
取
引
に
関
す
る
デ
ー
タ
を
電
子
的

に
交
換
す
る
シ
ス
テ
ム
に
限
る
。
）

ロ
　
貨
物
保
管
場
所
管
理
シ
ス
テ
ム
（
電
子
情
報
処

理
組
織
に
基
づ
き
倉
庫
内
に
お
け
る
貨
物
の
保
管

場
所
を
特
定
す
る
シ
ス
テ
ム
に
限
る
。
）

二
　
貨
物
の
搬
出
場
所
の
前
面
に
奥
行
き
十
五
メ
ー
ト

ル
以
上
の
空
地
が
設
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

７
　
政
令
附
則
第
十
一
条
第
二
項
第
一
号
ヘ
（
４
）
及
び

同
号
ト
（
３
）
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
要
件

は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
と
す
る
。

一
　
倉
庫
の
一
の
階
の
い
ず
れ
か
の
外
壁
面
に
貨
物
の

搬
出
入
場
所
が
技
術
的
に
可
能
な
範
囲
で
設
け
ら
れ

て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
前
号
に
規
定
す
る
貨
物
の
搬
出
入
場
所
か
ら
奥
行

き
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
荷
さ
ば
き
の
用
に
供
す
る
空

間
が
倉
庫
内
に
設
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

三
　
第
一
号
に
規
定
す
る
貨
物
の
搬
出
入
場
所
の
前
面

に
奥
行
き
十
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
空
地
が
設
け
ら
れ

て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
倉
庫
に
併
設
し
て
流
通
加
工
の
用
に
供
す
る
空
間

が
設
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五
　
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。

六
　
次
に
掲
げ
る
も
の
の
い
ず
れ
か
を
有
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。

イ
　
無
人
搬
送
車
（
自
動
的
に
走
行
し
、
貨
物
を
搬

送
す
る
機
能
を
有
す
る
車
両
で
あ
つ
て
、
日
本
産

業
規
格
（
産
業
標
準
化
法
第
二
十
条
第
一
項
に
規

定
す
る
日
本
産
業
規
格
を
い
う
。
）
Ｄ
六
八
〇
一

に
規
定
さ
れ
た
搬
送
、
移
載
及
び
自
動
走
行
方
式

に
適
合
す
る
も
の
を
い
う
。
）

ロ
　
自
動
化
保
管
装
置
（
貨
物
保
管
場
所
管
理
シ
ス

テ
ム
と
連
動
し
て
貨
物
の
出
し
入
れ
を
自
動
的
に

行
う
装
置
で
あ
つ
て
、
地
震
の
影
響
を
軽
減
す
る

機
能
を
有
す
る
も
の
を
い
う
。
）

ハ
　
高
度
荷
さ
ば
き
装
置
（
労
働
安
全
衛
生
規
則

（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
二
号
）
第
三

十
六
条
第
三
十
一
号
に
規
定
す
る
産
業
用
ロ
ボ
ツ

ト
で
あ
つ
て
貨
物
の
荷
さ
ば
き
を
行
う
も
の
又
は

作
業
員
が
行
う
荷
さ
ば
き
を
補
助
す
る
装
置
で
あ

つ
て
貨
物
の
保
管
場
所
及
び
品
名
、
数
量
等
の
情

報
を
表
示
し
、
若
し
く
は
音
声
に
よ
り
通
知
す
る

も
の
を
い
う
。
）

ニ
　
自
動
検
品
シ
ス
テ
ム
（
ス
キ
ャ
ナ
（
こ
れ
に
準

ず
る
画
像
読
取
装
置
を
含
む
。
）
又
は
無
線
設
備

に
よ
り
読
み
取
つ
た
貨
物
の
品
名
、
数
量
等
の
情

報
と
当
該
貨
物
の
入
出
庫
に
係
る
荷
主
か
ら
の
指

図
の
内
容
又
は
帳
簿
上
の
在
庫
の
情
報
と
を
照
合

す
る
シ
ス
テ
ム
を
い
う
。
）

８
　
政
令
附
則
第
十
一
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
総

務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
証
明
が
さ
れ
た
倉
庫

は
、
同
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
、

国
土
交
通
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
地
方
運
輸
局

長
（
運
輸
監
理
部
の
長
を
含
む
。
）
の
証
明
が
さ
れ
た

倉
庫
と
す
る
。

９
　
政
令
附
則
第
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
証
明
が
さ
れ
た
機
械
又
は
設

備
は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
機
械
又
は
設
備
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
国
土
交
通

大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
地
方
運
輸
局
長
（
運
輸

監
理
部
の
長
を
含
む
。
）
の
証
明
が
さ
れ
た
機
械
又
は

設
備
と
す
る
。

10
　
政
令
附
則
第
十
一
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
貨
物

の
搬
入
及
び
搬
出
の
円
滑
化
を
図
る
た
め
の
情
報
処
理

シ
ス
テ
ム
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
政
令

附
則
第
十
一
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
倉
庫
に
お
け
る

貨
物
の
搬
入
及
び
搬
出
の
状
況
に
係
る
情
報
並
び
に
当

該
情
報
を
利
用
し
て
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
（
平
成

元
年
法
律
第
八
十
三
号
）
第
三
十
九
条
第
一
号
に
規
定

す
る
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
が
提
供
す
る
当
該
倉
庫

に
到
着
す
る
予
定
時
刻
に
係
る
情
報
を
管
理
す
る
シ
ス

テ
ム
と
す
る
。

11
　
政
令
附
則
第
十
一
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に

規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
表
の
上

欄
に
掲
げ
る
機
械
設
備
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同

表
の
下
欄
に
定
め
る
基
準
と
す
る
。

機

械

設

備

の

種

類

基
準

一

　

到

着

時

刻

表

示

装

置

映
像
面
の

大
径
が
三
十
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

以
上
の
表
示
器
又
は
政
令
附
則
第
十
一
条
第
二

項
各
号
に
掲
げ
る
倉
庫
内
の
作
業
に
従
事
す
る

者
の
携
帯
用
の
表
示
器
で
あ
る
こ
と
。

二

　

特

定

搬

出

用

自

動

運

搬

装

置

貯
蔵
槽
ご
と
に
搬
出
す
る
貨
物
の
種
類
及
び
重

量
を
自
動
的
に
指
定
す
る
機
能
を
有
し
、
か

つ
、
搬
出
能
力
が
毎
時
百
ト
ン
以
上
で
あ
つ

て
、
自
動
検
量
装
置
（
貨
物
の
重
量
を
自
動
的

に
計
量
す
る
装
置
を
い
う
。
）
が
取
り
付
け
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

12
　
政
令
附
則
第
十
一
条
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
総

務
省
令
で
定
め
る
機
能
は
、
次
に
掲
げ
る
機
能
と
す

る
。

一
　
貨
物
の
運
送
の
用
に
供
す
る
自
動
車
に
係
る
自
動

車
登
録
番
号
標
を
撮
影
し
、
当
該
自
動
車
に
係
る
情

報
を
取
得
す
る
機
能

二
　
官
民
デ
ー
タ
活
用
推
進
基
本
法
（
平
成
二
十
八
年

法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
人
工

知
能
関
連
技
術
を
活
用
し
た
情
報
シ
ス
テ
ム
に
よ
り

前
号
の
情
報
の
解
析
を
行
う
機
能

三
　
赤
外
線
投
光
機
能

13
　
法
附
則
第
十
五
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
総
務

省
令
で
定
め
る
汚
水
又
は
廃
液
の
処
理
施
設
は
、
沈

で
ん澱

又
は
浮
上
装
置
、
油
水
分
離
装
置
、
汚
泥
処
理
装
置
、

ろ濾
過
装
置
、
濃
縮
又
は
燃
焼
装
置
、
蒸
発
洗
浄
又
は
冷

却
装
置
、
中
和
装
置
、
酸
化
又
は
還
元
装
置
、

ぎ
よ
う

凝

集

沈
で
ん澱

装
置
、
イ
オ
ン
交
換
装
置
、
生
物
化
学
的
処
理
装

置
、
脱
ア
ン
モ
ニ
ア
装
置
、
貯

り
ゆ
う

溜

装
置
及
び
輸
送
装

置
並
び
に
こ
れ
ら
に
附
属
す
る
電
動
機
、
ポ
ン
プ
、
配

管
、
計
測
器
そ
の
他
の
附
属
設
備
（
汚
水
若
し
く
は
廃

液
の
有
用
成
分
を
回
収
す
る
こ
と
又
は
汚
水
若
し
く
は

廃
液
を
工
業
用
水
と
し
て
再
利
用
す
る
こ
と
を
専
ら
そ

の
目
的
と
す
る
も
の
を
除
く
。
）
で
、
排
水
基
準
を
定

め
る
省
令
（
昭
和
四
十
六
年
総
理
府
令
第
三
十
五
号
）

附
則
別
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
業
種
、
排
水
基
準
を
定
め

る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
三
年
環
境

省
令
第
二
十
一
号
）
附
則
別
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
業
種

そ
の
他
の
区
分
又
は
排
水
基
準
を
定
め
る
省
令
等
の
一

部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
八
年
環
境
省
令
第
三
十

三
号
）
附
則
別
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
業
種
に
属
す
る
事

業
者
が
取
得
し
た
も
の
と
す
る
。

14
　
法
附
則
第
十
五
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
総
務

省
令
で
定
め
る
ご
み
処
理
施
設
は
、
廃
棄
物
の
処
理
及

び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
五
条
第
一
項
に
規
定

す
る
ご
み
処
理
施
設
（
焼
却
装
置
、
溶
融
装
置
、
破
砕

装
置
及
び
圧
縮
装
置
並
び
に
こ
れ
ら
に
附
属
す
る
搬
送

装
置
、
貯
溜
装
置
、
汚
水
処
理
装
置
、
ば
い
煙
処
理
装

置
、
押
込
装
置
、
梱
包
成
型
装
置
、
電
動
機
、
ポ
ン

プ
、
配
管
、
計
測
器
、
破
砕
装
置
（
溶
融
装
置
に
附
属

す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
集
じ
ん
装
置
そ
の
他
の
附
属
設

備
で
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
八
条

第
一
項
の
許
可
に
係
る
も
の
（
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清

掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

（
平
成
九
年
政
令
第
二
百
六
十
九
号
。
第
十
六
項
に
お

い
て
「
廃
掃
法
改
正
令
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
条
第

一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
）
（
ボ
イ

ラ
ー
、
温
水
発
生
器
、
蓄
熱
式
熱
交
換
器
、
選
別
装

置
、
梱
包
装
置
、
乾
燥
装
置
、
発
酵
槽
又
は
反
応
槽

（
熱
回
収
又
は
再
生
利
用
の
用
に
供
す
る
も
の
に
限
る

。
）
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
同
法
第
九
条
の
八

第
一
項
の
認
定
（
同
条
第
六
項
の
変
更
の
認
定
を
含

む
。
）
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

15
　
法
附
則
第
十
五
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
総
務

省
令
で
定
め
る
一
般
廃
棄
物
の

終
処
分
場
は
、
第
十

六
条
の
六
第
六
項
第
二
号
に
掲
げ
る
一
般
廃
棄
物
の

終
処
分
場
（
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律

第
八
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
（
擁

壁
、
え
ん
堤
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
槽
、
遮
水
工
、
集
排
水

設
備
、
浸
出
液
処
理
設
備
及
び
搬
入
管
理
設
備
に
限

る
。
）
と
す
る
。

16
　
法
附
則
第
十
五
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
総
務

省
令
で
定
め
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
は
、
廃
棄
物
の

処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
七
条
第
十
二

号
、
第
十
二
号
の
二
及
び
第
十
三
号
に
規
定
す
る
産
業

廃
棄
物
の
処
理
施
設
（
焼
却
装
置
、
分
解
装
置
、
溶
融

装
置
、
洗
浄
装
置
及
び
分
離
装
置
並
び
に
こ
れ
ら
に
附

属
す
る
搬
送
装
置
、
貯
溜
装
置
、
汚
水
処
理
装
置
、
ば

い
煙
処
理
装
置
、
押
込
装
置
、
電
動
機
、
ポ
ン
プ
、
配

管
、
計
測
器
、
脱
水
装
置
、
乾
燥
装
置
、
油
水
分
離
装

置
、
中
和
装
置
、
破
砕
装
置
、
集
じ
ん
装
置
そ
の
他
の

附
属
設
備
に
限
る
。
）
の
う
ち
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清

掃
に
関
す
る
法
律
第
十
五
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
も

の
（
廃
掃
法
改
正
令
附
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
の
適

用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
同
法
第
十
五
条

の
四
の
二
第
一
項
の
認
定
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
九
条
の
八
第
六
項
の
変
更
の
認
定
を
含

む
。
）
及
び
同
法
第
十
五
条
の
四
の
四
第
一
項
の
認
定

に
係
る
も
の
と
す
る
。
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17
　
法
附
則
第
十
五
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
総
務

省
令
で
定
め
る
除
害
施
設
は
、
沈

で
ん澱

又
は
浮
上
装
置
、

油
水
分
離
装
置
、
中
和
装
置
、
酸
化
又
は
還
元
装
置
、

ぎ
よ
う

凝

集
沈

で
ん澱

装
置
及
び
イ
オ
ン
交
換
装
置
と
す
る
。

18
　
法
附
則
第
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
新
た
に
固
定

資
産
税
が
課
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
航
空
機
で
総
務
省
令

で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
航
空
機
と
す
る
。

一
　
航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一

号
）
第
百
条
の
許
可
を
受
け
た
者
（
次
号
に
お
い
て

「
運
航
者
」
と
い
う
。
）
が
当
該
航
空
機
に
係
る
法
第

三
百
四
十
三
条
第
一
項
の
所
有
者
（
同
条
第
九
項
の

規
定
に
よ
り
所
有
者
と
み
な
さ
れ
る
者
を
含
む
。
）

で
あ
る
も
の

二
　
運
航
者
が
他
の
者
か
ら
賃
借
し
て
い
る
航
空
機
で

あ
つ
て
、
当
該
航
空
機
に
係
る
賃
貸
借
契
約
に
お
い

て
、
運
航
者
が
当
該
航
空
機
に
係
る
賃
貸
借
期
間
中

の
公
租
公
課
を
負
担
す
る
旨
の
定
め
が
あ
る
こ
と
に

つ
い
て
国
土
交
通
大
臣
の
証
明
を
受
け
た
も
の

19
　
法
附
則
第
十
五
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
地
方

的
な
航
空
運
送
の
用
に
供
す
る
航
空
機
と
し
て
総
務
省

令
で
定
め
る
も
の
は
、
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年

の
前
年
中
に
お
い
て
地
方
的
な
航
空
運
送
に
係
る
路
線

と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
路
線
に
就
航
し
た
時

間
の
全
就
航
時
間
に
対
す
る
割
合
が
三
分
の
二
以
上
で

あ
る
航
空
機
の
う
ち
、
そ
の

大
離
陸
重
量
が
二
百
ト

ン
未
満
の
も
の
と
す
る
。

20
　
法
附
則
第
十
五
条
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
特
に

地
方
的
な
航
空
運
送
の
用
に
供
す
る
航
空
機
と
し
て
総

務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す

る
年
の
前
年
中
に
お
い
て
特
に
地
方
的
な
航
空
運
送
に

係
る
路
線
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
路
線
に
就

航
し
た
時
間
の
全
就
航
時
間
に
対
す
る
割
合
が
三
分
の

二
以
上
で
あ
る
航
空
機
の
う
ち
、
そ
の

大
離
陸
重
量

が
五
十
ト
ン
未
満
の
も
の
と
す
る
。

21
　
法
附
則
第
十
五
条
第
三
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
総

務
省
令
で
定
め
る
小
型
の
航
空
機
は
、
そ
の

大
離
陸

重
量
が
三
十
ト
ン
未
満
の
航
空
機
と
す
る
。

22
　
政
令
附
則
第
十
一
条
第
七
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令

で
定
め
る
償
却
資
産
は
、
緊
急
地
震
速
報
受
信
装
置
そ

の
他
の
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
償
却
資
産
と
す
る
。

23
　
政
令
附
則
第
十
一
条
第
八
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令

で
定
め
る
車
両
は
、
既
に
事
業
の
用
に
供
さ
れ
て
い
た

車
両
（
日
本
国
有
鉄
道
改
革
法
（
昭
和
六
十
一
年
法
律

第
八
十
七
号
）
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
承
継
し
た

車
両
の
う
ち
、
エ
ン
ジ
ン
そ
の
他
の
主
要
な
部
分
品
の

修
繕
又
は
取
替
え
を
伴
う
大
規
模
な
修
理
又
は
改
造
が

行
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
既
存
更
新
車
両
」
と
い
う
。
）
を
当
該
事
業

の
用
に
供
し
な
く
な
つ
た
こ
と
に
伴
い
、
当
該
既
存
更

新
車
両
に
代
え
て
当
該
事
業
の
用
に
供
さ
れ
る
車
両
で

あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
国
土
交
通
大
臣
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
の
証
明
が
さ
れ
た
車
両

と
す
る
。

一
　
当
該
車
両
の

高
速
度
が
既
存
更
新
車
両
の

高

速
度
を
超
え
る
こ
と
。

二
　
当
該
車
両
の

高
出
力
が
既
存
更
新
車
両
の

高

出
力
を
超
え
る
こ
と
。

24
　
政
令
附
則
第
十
一
条
第
九
項
に
規
定
す
る
電
気
を
動

力
源
と
す
る
自
動
車
で
内
燃
機
関
を
有
し
な
い
も
の
に

水
素
を
充
塡
す
る
た
め
の
設
備
で
総
務
省
令
で
定
め
る

も
の
は
、
水
素
ガ
ス
圧
縮
機
又
は
液
体
水
素
圧
縮
機
、

デ
ィ
ス
ペ
ン
サ
ー
を
同
時
に
設
置
す
る
場
合
の
こ
れ
ら

の
設
備
（
当
該
設
備
と
同
時
に
設
置
す
る
専
用
の
制
御

装
置
、
サ
ク
シ
ョ
ン
ス
ナ
ッ
パ
ー
、
蓄
圧
器
、
ガ
ス
圧

縮
機
用
冷
却
・
加
温
装
置
、
計
装
空
気
圧
縮
機
、
冷
却

散
水
ポ
ン
プ
、
貯
水
槽
、
水
素
受
入
装
置
、
水
素
製
造

原
料
受
入
装
置
、
貯
槽
、
水
素
払
出
装
置
、
水
素
製
造

原
料
払
出
装
置
、
気
化
器
、
付
臭
装
置
、
自
然
蒸
発
水

素
処
理
設
備
、
水
素
発
生
設
備
、
水
素
精
製
設
備
、
水

素
放
散
処
理
設
備
、
不
活
性
ガ
ス
設
備
、
障
壁
、
防
火

壁
、
万
代
塀
、
ガ
ス
検
知
器
、
キ
ャ
ノ
ピ
ー
又
は
配
管

を
含
む
。
）
と
す
る
。

25
　
法
附
則
第
十
五
条
第
七
項
に
規
定
す
る
政
府
の
補
助

で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
燃
料
電
池
自
動
車
の

普
及
促
進
に
向
け
た
水
素
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
整
備
事
業
費

に
係
る
補
助
と
す
る
。

26
　
政
令
附
則
第
十
一
条
第
九
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
取
得
価
額
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
設
備
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

定
め
る
金
額
と
す
る
。

一
　
購
入
し
た
設
備
　
次
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額

イ
　
当
該
設
備
の
購
入
の
代
価
（
引
取
運
賃
、
荷
役

費
、
運
送
保
険
料
、
購
入
手
数
料
、
関
税
そ
の
他

当
該
設
備
の
購
入
の
た
め
に
要
し
た
費
用
が
あ
る

場
合
に
は
、
そ
の
費
用
の
額
を
加
算
し
た
金
額
）

ロ
　
当
該
設
備
を
事
業
の
用
に
供
す
る
た
め
に
直
接

要
し
た
費
用
の
額

二
　
購
入
以
外
の
方
法
に
よ
り
取
得
し
た
設
備
　
次
に

掲
げ
る
金
額
の
合
計
額

イ
　
そ
の
取
得
の
時
に
お
け
る
当
該
設
備
の
取
得
の

た
め
に
通
常
要
す
る
価
額

ロ
　
当
該
設
備
を
事
業
の
用
に
供
す
る
た
め
に
直
接

要
し
た
費
用
の
額

27
　
法
附
則
第
十
五
条
第
八
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で

定
め
る
国
際
船
舶
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る

船
舶
と
す
る
。

一
　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
船
舶
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
前
年
中
に
お
け
る
外
国
貿
易
船
（
第
十
一
条
の

二
第
一
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
外
国
貿
易
船
を

い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
し
て

就
航
し
た
日
数
の
全
就
航
日
数
に
対
す
る
割
合
が

二
分
の
一
を
超
え
る
船
舶
（
前
年
の
一
月
二
日
以

後
に
建
造
さ
れ
た
船
舶
で
前
年
中
に
お
け
る
就
航

日
数
が
零
で
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
当
該
船
舶

の
構
造
、
資
格
等
か
ら
み
て
主
と
し
て
外
国
貿
易

船
と
し
て
就
航
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
船
舶
）

ロ
　
日
本
の
国
籍
を
有
す
る
者
又
は
日
本
の
法
令
に

よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
そ
の
他
の
団
体
（
以
下
ロ

に
お
い
て
「
日
本
人
」
と
い
う
。
）
が
前
年
の
一

月
二
日
以
後
に
日
本
人
以
外
の
者
か
ら
譲
渡
を
受

け
た
船
舶
の
う
ち
、
当
該
譲
渡
を
受
け
た
日
か
ら

前
年
の
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
中
に
お
け

る
外
国
貿
易
船
と
し
て
就
航
し
た
日
数
の
全
就
航

日
数
に
対
す
る
割
合
が
二
分
の
一
を
超
え
る
船
舶

（
当
該
期
間
中
に
お
け
る
就
航
日
数
が
零
で
あ
る

も
の
に
あ
つ
て
は
、
当
該
船
舶
の
構
造
、
資
格
等

か
ら
み
て
主
と
し
て
外
国
貿
易
船
と
し
て
就
航
す

る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
船
舶
）

二
　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
船
舶
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
海
上
運
送
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
運
輸

省
令
第
四
十
九
号
）
第
四
十
三
条
第
一
項
第
四
号

イ
に
掲
げ
る
船
舶
の
う
ち
、
船
舶
職
員
及
び
小
型

船
舶
操
縦
者
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸

省
令
第
九
十
一
号
）
第
二
条
の
二
第
二
項
第
二
号

の
設
備
を
有
す
る
も
の
又
は
船
舶
自
動
化
設
備
特

殊
規
則
（
昭
和
五
十
八
年
運
輸
省
令
第
六
号
）
第

五
条
の
衛
星
航
法
装
置
、
同
令
第
五
条
の
二
の
自

動
衝
突
予
防
援
助
装
置
及
び
船
舶
設
備
規
程
（
昭

和
九
年
逓
信
省
令
第
六
号
）
第
百
四
十
六
条
の
二

十
五
第
一
項
の
船
速
距
離
計
（
ド
プ
ラ
式
の
も
の

に
限
る
。
）
若
し
く
は
同
令
第
百
四
十
六
条
の
四

十
三
第
一
項
の
サ
イ
ド
ス
ラ
ス
タ
ー
（
船
首
に
設

置
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
（
ロ
に
お
い
て

「
衛
星
航
法
装
置
等
」
と
い
う
。
）
を
有
す
る
も
の

ロ
　
海
上
運
送
法
施
行
規
則
第
四
十
三
条
第
一
項
第

四
号
ロ
に
掲
げ
る
船
舶
の
う
ち
衛
星
航
法
装
置
等

を
有
す
る
も
の

28
　
法
附
則
第
十
五
条
第
八
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で

定
め
る
特
定
船
舶
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
総
務
大
臣
と

協
議
し
て
定
め
る
環
境
へ
の
負
荷
の
低
減
、
航
行
の
安

全
の
確
保
並
び
に
航
海
及
び
荷
役
作
業
の
省
力
化
に
資

す
る
構
造
、
装
置
又
は
性
能
に
係
る
基
準
に
適
合
す
る

こ
と
に
つ
い
て
国
土
交
通
大
臣
の
証
明
が
さ
れ
た
船
舶

と
す
る
。

29
　
政
令
附
則
第
十
一
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
地
域
住

民
の
生
活
に
必
要
な
輸
送
の
需
要
に
応
ず
る
鉄
道
又
は

軌
道
に
係
る
事
業
を
営
む
者
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め

る
も
の
は
、
鉄
道
事
業
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る

鉄
道
事
業
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
鉄
道
事
業

者
」
と
い
う
。
）
又
は
軌
道
法
第
四
条
に
規
定
す
る
軌

道
経
営
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
鉄
道
事
業
者

等
」
と
い
う
。
）
で
次
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
と

す
る
。

一
　
そ
の
営
む
鉄
道
又
は
軌
道
に
係
る
路
線
の
長
さ
の

合
計
が
二
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
て
お
り
、
か

つ
、
当
該
路
線
の
全
部
又
は
一
部
が
大
都
市
（
東
京

都
、
大
阪
市
及
び
名
古
屋
市
を
い
う
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
都
市
（
松
戸
市
、
横
浜
市
、

堺
市
、
姫
路
市
及
び
福
岡
市
を
い
う
。
次
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
存
す
る
鉄
道
事
業
者
等

二
　
他
の
鉄
道
事
業
者
等
（
そ
の
営
む
路
線
が
大
都
市

に
存
す
る
も
の
に
限
る
。
）
と
直
通
運
輸
を
行
う
鉄

道
事
業
者
等
で
そ
の
営
む
路
線
の
全
部
又
は
一
部
が

大
都
市
又
は
都
市
に
存
す
る
も
の
の
う
ち
、
当
該
鉄

道
事
業
者
等
の
営
む
路
線
の
長
さ
と
当
該
鉄
道
事
業

者
等
が
直
通
運
輸
に
使
用
す
る
当
該
他
の
鉄
道
事
業

者
等
の
営
む
路
線
の
長
さ
の
合
計
が
二
十
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
を
超
え
て
い
る
も
の

三
　
鉄
道
事
業
法
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
三

種
鉄
道
事
業
者
で
そ
の
営
む
路
線
の
全
部
又
は
一
部

が
大
都
市
又
は
都
市
（
神
戸
市
を
い
う
。
）
に
存
す

る
も
の
の
う
ち
、
当
該
第
三
種
鉄
道
事
業
者
の
営
む

路
線
を
使
用
し
て
二
以
上
の
他
の
鉄
道
事
業
者
等

（
当
該
他
の
鉄
道
事
業
者
等
の
い
ず
れ
か
の
営
む
路

線
が
大
都
市
に
存
す
る
も
の
に
限
る
。
）
が
直
通
運

輸
を
行
つ
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
第
三
種
鉄
道
事
業

者
の
営
む
路
線
の
長
さ
と
当
該
路
線
を
使
用
す
る
二

以
上
の
他
の
鉄
道
事
業
者
等
の
営
む
路
線
で
当
該
直

通
運
輸
に
係
る
も
の
の
長
さ
の
合
計
が
二
十
キ
ロ
メ

ー
ト
ル
を
超
え
て
い
る
も
の

四
　
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
及
び
日
本
貨
物
鉄
道
株
式
会

社
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
八
十
八

号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
旅
客
会
社
若
し
く

は
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
貨
物
会
社
、
旅
客
鉄
道

株
式
会
社
及
び
日
本
貨
物
鉄
道
株
式
会
社
に
関
す
る

法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律

第
六
十
一
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
新
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会
社
又
は
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
及
び
日
本
貨
物
鉄
道

株
式
会
社
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
三
十
六
号
）
附
則
第
二
条

第
一
項
に
規
定
す
る
新
会
社

五
　
鉄
道
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
二
年
運
輸
省

令
第
六
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
鉄
道
の
種
類
の
う

ち
、
同
条
第
一
号
に
掲
げ
る
普
通
鉄
道
以
外
の
鉄
道

の
事
業
を
営
む
鉄
道
事
業
者

30
　
法
附
則
第
十
五
条
第
十
項
に
規
定
す
る
政
府
の
補
助

で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
鉄
道
施
設
の
安
全
対

策
事
業
に
係
る
補
助
の
う
ち
土
木
構
造
物
の
耐
久
性
の

確
保
に
資
す
る
補
強
若
し
く
は
改
良
の
た
め
に
交
付
さ

れ
る
も
の
又
は
鉄
道
軌
道
安
全
輸
送
設
備
等
整
備
事
業

若
し
く
は
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
対
応
型
鉄
軌
道
車
両
整
備
事

業
に
係
る
補
助
の
う
ち
安
全
性
の
向
上
の
た
め
に
交
付

さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

31
　
法
附
則
第
十
五
条
第
十
項
に
規
定
す
る
車
両
の
運
行

の
安
全
性
の
向
上
に
資
す
る
償
却
資
産
で
総
務
省
令
で

定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
償
却
資
産
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
こ
と
に
つ
い
て
国
土
交
通
大
臣
の
証
明
を

受
け
た
償
却
資
産
と
す
る
。

一
　
信
号
保
安
設
備

二
　
保
安
通
信
設
備

三
　
防
護
設
備

四
　
停
車
場
設
備
（
安
全
性
の
向
上
の
た
め
に
改
良
さ

れ
た
も
の
に
限
る
。
）

五
　
線
路
設
備
又
は
電
路
設
備
（
安
全
性
の
向
上
の
た

め
に
改
良
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）

六
　
変
電
所
（
安
全
性
の
向
上
の
た
め
に
改
良
さ
れ
た

も
の
に
限
る
。
）

七
　
既
に
事
業
の
用
に
供
さ
れ
て
い
た
車
両
（
次
号
に

お
い
て
「
既
存
車
両
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
安
全
性

の
向
上
の
た
め
に
改
良
さ
れ
た
も
の

八
　
既
存
車
両
に
代
え
て
事
業
の
用
に
供
さ
れ
る
車
両

の
う
ち
既
存
車
両
と
比
べ
て
安
全
性
の
向
上
が
図
ら

れ
て
い
る
も
の

32
　
法
附
則
第
十
五
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令

で
定
め
る
車
両
は
、
次
に
掲
げ
る
車
両
と
す
る
。

一
　
踏
段
を
用
い
ず
に
乗
降
が
可
能
な
旅
客
用
乗
降
口

（
次
号
に
お
い
て
「
特
定
乗
降
口
」
と
い
う
。
）
を
有

し
、
か
つ
、
客
室
に
係
る
床
面
の
全
部
又
は
一
部
の

高
さ
が
軌
条
面
か
ら
四
百
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
内
で
あ

る
車
両

二
　
前
号
に
掲
げ
る
車
両
以
外
の
車
両
（
同
号
に
掲
げ

る
車
両
と
連
結
し
て
事
業
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
に

限
る
。
）
で
、
法
附
則
第
十
五
条
第
十
一
項
に
規
定

す
る
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
当
該
車
両
の
客
室
に
特

定
乗
降
口
か
ら
貫
通
路
を
通
じ
て
容
易
に
至
る
こ
と

が
で
き
る
構
造
で
あ
る
も
の

33
　
政
令
附
則
第
十
一
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
利
用
者

の
利
便
の
向
上
に
資
す
る
も
の
又
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使

用
の
合
理
化
に
資
す
る
も
の
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め

る
車
両
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
車
両
の
い
ず
れ
か
で

あ
る
こ
と
に
つ
い
て
国
土
交
通
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
の
証
明
が
さ
れ
た
車
両
と
す

る
。

一
　
法
附
則
第
十
五
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
新
た
に

製
造
さ
れ
た
車
両
で
政
令
で
定
め
る
も
の
の
う
ち
、

既
に
事
業
の
用
に
供
さ
れ
て
い
た
車
両
を
当
該
事
業

の
用
に
供
し
な
く
な
つ
た
こ
と
に
伴
い
当
該
車
両
に

代
え
て
当
該
事
業
の
用
に
供
さ
れ
る
車
両
（
以
下
こ

の
号
及
び
次
号
イ
に
お
い
て
「
代
替
車
両
」
と
い

う
。
）
又
は
代
替
車
両
以
外
の
車
両
で
新
た
な
営
業

路
線
の
開
業
若
し
く
は
列
車
の
編
成
を
構
成
す
る
車

両
の
増
加
に
伴
い
新
た
に
事
業
の
用
に
供
さ
れ
る
も

の
（
専
ら
観
光
の
用
に
供
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下

こ
の
号
及
び
次
号
イ
に
お
い
て
「
非
代
替
車
両
」
と

い
う
。
）
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
（
次
項
に

規
定
す
る
小
規
模
な
鉄
道
事
業
者
等
が
事
業
の
用
に

供
す
る
代
替
車
両
又
は
非
代
替
車
両
に
あ
つ
て
は
、

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
要
件
）
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す

る
も
の

イ
　
当
該
代
替
車
両
に
あ
つ
て
は
一
次
周
波
数
制
御

方
式
（
サ
イ
リ
ス
タ
ー
に
よ
り
制
御
さ
れ
る
方
式

を
除
く
。
以
下
こ
の
イ
及
び
次
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
導
入
に
よ
り
そ
の
制
御
方
式
が
既
に
事

業
の
用
に
供
さ
れ
て
い
た
車
両
の
制
御
方
式
に
比

べ
て
性
能
が
向
上
し
て
お
り
、
当
該
非
代
替
車
両

に
あ
つ
て
は
そ
の
制
御
方
式
が
一
次
周
波
数
制
御

方
式
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
当
該
代
替
車
両
又
は
当
該
非
代
替
車
両
が
電
力

回
生
ブ
レ
ー
キ
を
有
す
る
こ
と
（
こ
れ
ら
の
車
両

が
内
燃
機
関
を
有
す
る
場
合
を
除
く
。
次
号
イ

（
２
）
及
び
ロ
（
２
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
。

ハ
　
当
該
代
替
車
両
又
は
当
該
非
代
替
車
両
が
有
す

る
客
室
内
の
照
明
器
具
、
前
照
灯
及
び
行
先
表
示

器
が
発
光
ダ
イ
オ
ー
ド
を
光
源
と
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。

ニ
　
当
該
代
替
車
両
又
は
当
該
非
代
替
車
両
が
自
動

制
御
の
機
能
を
有
す
る
空
調
制
御
装
置
を
用
い
た

空
調
シ
ス
テ
ム
を
有
す
る
こ
と
。

ホ
　
当
該
代
替
車
両
又
は
当
該
非
代
替
車
両
が
ア
ル

ミ
ニ
ウ
ム
合
金
製
又
は
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
製
の
も
の

で
あ
る
こ
と
。

二
　
法
附
則
第
十
五
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
改
良
さ

れ
た
車
両
で
政
令
で
定
め
る
も
の
の
う
ち
、
次
に
掲

げ
る
車
両

イ
　
代
替
車
両
又
は
非
代
替
車
両
で
あ
つ
て
、
改
良

に
よ
り
新
た
に
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も

該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
も
の

（１）
　
当
該
代
替
車
両
又
は
当
該
非
代
替
車
両
の
制

御
方
式
が
一
次
周
波
数
制
御
方
式
で
あ
る
こ

と
。

（２）
　
当
該
代
替
車
両
又
は
当
該
非
代
替
車
両
が
電

力
回
生
ブ
レ
ー
キ
を
有
す
る
こ
と
。

ロ
　
既
に
事
業
の
用
に
供
さ
れ
て
い
た
車
両
を
改
良

し
て
当
該
事
業
の
用
に
供
す
る
も
の
の
う
ち
、
当

該
改
良
に
よ
り
新
た
に
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず

れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
も
の
（
イ
に
掲

げ
る
車
両
を
除
く
。
）

（１）
　
当
該
車
両
の
制
御
方
式
が
一
次
周
波
数
制
御

方
式
で
あ
る
こ
と
。

（２）
　
当
該
車
両
が
電
力
回
生
ブ
レ
ー
キ
を
有
す
る

こ
と
。

34
　
法
附
則
第
十
五
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令

で
定
め
る
小
規
模
な
鉄
道
事
業
者
等
は
、
次
に
掲
げ
る

も
の
以
外
の
も
の
と
す
る
。

一
　
そ
の
営
む
鉄
道
又
は
軌
道
に
係
る
路
線
の
長
さ
の

合
計
が
三
十
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
て
お
り
、
か

つ
、
当
該
路
線
の
全
部
又
は
一
部
が
大
都
市
（
東
京

都
、
大
阪
市
及
び
名
古
屋
市
を
い
う
。
）
又
は
都
市

（
横
浜
市
及
び
福
岡
市
を
い
う
。
）
に
存
す
る
鉄
道
事

業
者
等
（
大
都
市
地
域
に
お
け
る
宅
地
開
発
及
び
鉄

道
整
備
の
一
体
的
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
七

条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
鉄
道
事
業
者
を
除
く
。
）

二
　
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
及
び
日
本
貨
物
鉄
道
株
式
会

社
に
関
す
る
法
律
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
旅
客

会
社
、
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
及
び
日
本
貨
物
鉄
道
株

式
会
社
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
十
三
年
法
律
第
六
十
一
号
）
附
則
第
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
新
会
社
又
は
旅
客
鉄
道
株
式
会
社

及
び
日
本
貨
物
鉄
道
株
式
会
社
に
関
す
る
法
律
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
三
十

六
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
新
会
社

35
　
政
令
附
則
第
十
一
条
第
十
七
項
第
二
号
に
規
定
す
る

総
務
省
令
で
定
め
る
家
屋
及
び
償
却
資
産
は
、
次
に
掲

げ
る
家
屋
及
び
償
却
資
産
と
す
る
。

一
　
国
家
公
務
員
宿
舎
法
第
十
条
の
公
邸
及
び
同
法
第

十
二
条
の
無
料
宿
舎
の
用
に
供
す
る
家
屋
及
び
償
却

資
産

二
　
無
償
で
公
共
の
用
に
供
す
る
駐
車
場
の
用
に
供
す

る
家
屋
及
び
償
却
資
産

三
　
税
関
の
支
署
及
び
出
張
所
、
地
方
出
入
国
在
留
管

理
局
及
び
そ
の
支
局
並
び
に
こ
れ
ら
の
出
張
所
、
検

疫
機
関
、
総
合
通
信
局
の
出
張
所
、
警
察
機
関
、
国

土
交
通
省
設
置
法
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る

地
方
整
備
局
の
事
務
所
の
う
ち
港
湾
空
港
工
事
事
務

所
及
び
空
港
工
事
事
務
所
、
海
上
保
安
庁
法
第
十
三

条
に
規
定
す
る
管
区
海
上
保
安
本
部
の
事
務
所
の
う

ち
航
空
基
地
並
び
に
地
方
航
空
局
並
び
に
そ
の
事
務

所
の
う
ち
空
港
事
務
所
及
び
空
港
出
張
所
の
用
に
供

す
る
家
屋
及
び
償
却
資
産

36
　
政
令
附
則
第
十
一
条
第
十
七
項
第
三
号
に
規
定
す
る

総
務
省
令
で
定
め
る
家
屋
及
び
償
却
資
産
は
、
水
道
の

用
に
供
す
る
ダ
ム
に
よ
り
貯
留
さ
れ
て
い
る
水
の
当
該

ダ
ム
所
在
の
市
町
村
の
区
域
内
に
お
け
る
供
給
に
係
る

部
分
（
当
該
家
屋
及
び
償
却
資
産
の
価
格
に
当
該
供
給

さ
れ
る
水
の
量
の
当
該
ダ
ム
に
よ
り
水
道
に
供
給
さ
れ

て
い
る
水
の
量
に
対
す
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
に
係

る
も
の
と
し
て
区
分
さ
れ
た
家
屋
及
び
償
却
資
産
を
い

う
。
）
と
す
る
。

37
　
政
令
附
則
第
十
一
条
第
十
八
項
第
一
号
に
規
定
す
る

総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
証
明
が
さ
れ
た
認

定
事
業
は
、
当
該
認
定
事
業
（
同
号
に
規
定
す
る
認
定

事
業
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
施

行
さ
れ
る
同
号
に
規
定
す
る
都
市
再
生
緊
急
整
備
地
域

内
に
お
い
て
当
該
認
定
事
業
の
事
業
区
域
に
隣
接
し
、

又
は
近
接
し
て
こ
れ
と
一
体
的
に
他
の
都
市
開
発
事
業

（
同
号
に
規
定
す
る
他
の
都
市
開
発
事
業
を
い
う
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
施
行
さ
れ
、
又
は
施

行
さ
れ
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
、
か
つ
、

当
該
認
定
事
業
及
び
当
該
他
の
都
市
開
発
事
業
の
事
業

区
域
の
面
積
の
合
計
が
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
と
な
る
こ

と
に
つ
い
て
、
国
土
交
通
大
臣
の
証
明
が
さ
れ
た
も
の

と
す
る
。

38
　
政
令
附
則
第
十
一
条
第
十
九
項
に
規
定
す
る
都
市
の

居
住
者
の
利
便
の
向
上
に
資
す
る
施
設
で
総
務
省
令
で

定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
（
そ
の
利

用
に
つ
い
て
対
価
又
は
負
担
と
し
て
支
払
う
べ
き
金
額

の
定
め
の
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
都
市
の

居
住
者
の
利
便
の
向
上
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に

つ
き
国
土
交
通
大
臣
の
証
明
を
受
け
た
も
の
と
す
る
。

一
　
緑
化
施
設

二
　
通
路
（
次
に
掲
げ
る
施
設
の
い
ず
れ
か
と
連
絡
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
何
ら
の
制
限
な
し
に
通
行
で

き
る
こ
と
及
び
構
造
上
他
の
施
設
と
区
分
さ
れ
て
い

98



る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
国
土
交
通
大
臣
の
証

明
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
）

イ
　
道
路
、
都
市
高
速
鉄
道
、
駐
車
場
、
自
動
車
タ

ー
ミ
ナ
ル
そ
の
他
の
交
通
施
設

ロ
　
公
園
、
緑
地
、
広
場
そ
の
他
の
公
共
空
地

39
　
法
附
則
第
十
五
条
第
十
七
項
に
規
定
す
る
家
屋
又
は

償
却
資
産
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
同
項
に
規
定
す
る
路
線
に

係
る
鉄
道
事
業
の
用
に
供
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ

き
国
土
交
通
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
国
土
交
通

大
臣
の
証
明
を
受
け
た
家
屋
又
は
償
却
資
産
と
す
る
。

一
　
線
路
設
備

二
　
電
路
設
備

三
　
停
車
場
、
変
電
所
、
車
庫
、
工
場
、
倉
庫
又
は

詰
所

四
　
車
両

40
　
法
附
則
第
十
五
条
第
十
七
項
に
規
定
す
る
政
府
又
は

地
方
公
共
団
体
の
補
助
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
鉄
道
施
設
の
安
全
対
策
事
業
に
係
る
政
府
の
補
助

の
う
ち
鉄
道
軌
道
安
全
輸
送
設
備
等
整
備
事
業
又
は

イ
ン
バ
ウ
ン
ド
対
応
型
鉄
軌
道
車
両
整
備
事
業
に
係

る
補
助

二
　
社
会
資
本
整
備
総
合
交
付
金
（
地
域
公
共
交
通
再

構
築
事
業
に
限
る
。
）
又
は
先
進
車
両
導
入
等
に
係

る
政
府
の
補
助
の
う
ち
先
進
車
両
導
入
支
援
事
業
、

先
進
車
両
導
入
支
援
試
験
実
証
事
業
若
し
く
は
イ
ン

バ
ウ
ン
ド
先
進
車
両
導
入
支
援
事
業
に
係
る
補
助
を

原
資
と
す
る
地
方
公
共
団
体
の
補
助

41
　
法
附
則
第
十
五
条
第
十
八
項
第
一
号
に
規
定
す
る
木

竹
を
原
材
料
と
し
て
製
造
さ
れ
る
燃
料
を
製
造
す
る
た

め
の
設
備
は
、
木
質
固
形
燃
料
製
造
設
備
（
農
林
漁
業

有
機
物
資
源
の
バ
イ
オ
燃
料
の
原
材
料
と
し
て
の
利
用

の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第

二
百
九
十
六
号
。
次
項
並
び
に
第
四
十
五
項
第
一
号
及

び
第
二
号
に
お
い
て
「
利
用
促
進
法
施
行
令
」
と
い

う
。
）
第
二
条
第
二
号
に
掲
げ
る
木
竹
に
由
来
す
る
農

林
漁
業
有
機
物
資
源
を
破
砕
す
る
こ
と
に
よ
り
均
質
に

し
、
乾
燥
し
、
か
つ
、
一
定
の
形
状
に
圧
縮
成
形
し
た

も
の
を
製
造
す
る
も
の
で
、
破
砕
機
、
乾
燥
機
及
び
圧

縮
成
形
装
置
を
同
時
に
設
置
す
る
場
合
の
こ
れ
ら
の
も

の
に
限
る
も
の
と
し
、
こ
れ
ら
と
同
時
に
設
置
す
る
専

用
の
原
料
受
入
・
供
給
装
置
、
選
別
機
、

ふ
る
い

篩

分
機
、

集
じ
ん
装
置
、
自
動
調
整
装
置
、
冷
却
装
置
、
貯
蔵
装

置
、
搬
送
装
置
、
出
荷
装
置
、
送
風
機
又
は
配
管
を
含

む
。
）
の
う
ち
租
税
特
別
措
置
法
第
十
条
第
八
項
第
六

号
に
規
定
す
る
中
小
事
業
者
若
し
く
は
同
法
第
四
十
二

条
の
四
第
十
九
項
第
七
号
に
規
定
す
る
中
小
企
業
者

（
第
四
十
三
項
第
二
号
に
お
い
て
「
中
小
事
業
者
等
」

と
い
う
。
）
又
は
同
条
第
十
九
項
第
九
号
に
規
定
す
る

農
業
協
同
組
合
等
が
新
設
し
た
も
の
と
す
る
。

42
　
法
附
則
第
十
五
条
第
十
八
項
第
二
号
に
規
定
す
る
エ

タ
ノ
ー
ル
そ
の
他
の
総
務
省
令
で
定
め
る
燃
料
は
、
利

用
促
進
法
施
行
令
第
二
条
第
三
号
に
掲
げ
る
エ
タ
ノ
ー

ル
（
次
項
第
一
号
に
お
い
て
「
エ
タ
ノ
ー
ル
」
と
い

う
。
）
又
は
同
条
第
四
号
に
掲
げ
る
脂
肪
酸
メ
チ
ル
エ

ス
テ
ル
（
次
項
第
二
号
に
お
い
て
「
脂
肪
酸
メ
チ
ル
エ

ス
テ
ル
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

43
　
法
附
則
第
十
五
条
第
十
八
項
第
二
号
に
規
定
す
る
設

備
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
設
備

と
す
る
。

一
　
エ
タ
ノ
ー
ル
製
造
設
備
（
エ
タ
ノ
ー
ル
を
製
造
す

る
も
の
で
、
発
酵
装
置
並
び
に
蒸
留
装
置
及
び
脱
水

装
置
（
蒸
留
及
び
脱
水
を
行
い
高
純
度
化
さ
せ
る
機

能
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
膜
処
理
装
置

（
膜
処
理
に
よ
り
高
純
度
化
さ
せ
る
機
能
を
有
す
る

も
の
に
限
る
。
）
を
同
時
に
設
置
す
る
場
合
の
こ
れ

ら
の
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、
こ
れ
ら
と
同
時
に
設

置
す
る
専
用
の
原
料
受
入
装
置
、
原
料
貯
蔵
装
置
、

原
料
供
給
装
置
、
粉
砕
器
、
圧
搾
装
置
、
煮
熟
機
、

濃
縮
装
置
、
分
離
装
置
、
混
合
装
置
、
制
御
装
置
、

精
製
装
置
、
熱
交
換
器
、
冷
却
装
置
、
貯
蔵
装
置
、

ボ
イ
ラ
ー
、
脱
臭
装
置
、
搬
送
装
置
、
排
水
処
理
装

置
、
貯
留
装
置
、
残
さ
処
理
装
置
、
出
荷
装
置
、
ポ

ン
プ
又
は
配
管
を
含
む
。
）

二
　
脂
肪
酸
メ
チ
ル
エ
ス
テ
ル
製
造
設
備
（
脂
肪
酸
メ

チ
ル
エ
ス
テ
ル
を
製
造
す
る
も
の
で
、
分
離
装
置
、

反
応
槽
及
び
精
製
装
置
を
同
時
に
設
置
す
る
場
合
の

こ
れ
ら
の
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、
こ
れ
ら
と
同
時

に
設
置
す
る
専
用
の
原
料
受
入
装
置
、
原
料
貯
蔵
装

置
、
原
料
供
給
装
置
、
前
処
理
装
置
、
脱
臭
装
置
、

自
動
調
整
装
置
、
搬
送
装
置
、
排
水
処
理
装
置
、
貯

留
装
置
、
残
さ
処
理
装
置
、
出
荷
装
置
、
ポ
ン
プ
又

は
配
管
を
含
む
。
）
の
う
ち
中
小
事
業
者
等
が
新
設

し
た
も
の

44
　
法
附
則
第
十
五
条
第
十
八
項
第
三
号
に
規
定
す
る
水

素
そ
の
他
の
総
務
省
令
で
定
め
る
成
分
は
、
水
素
、
一

酸
化
炭
素
及
び
メ
タ
ン
と
す
る
。

45
　
法
附
則
第
十
五
条
第
十
八
項
第
三
号
に
規
定
す
る
ガ

ス
を
製
造
す
る
た
め
の
設
備
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も

の
は
、
次
に
掲
げ
る
設
備
と
す
る
。

一
　
利
用
促
進
法
施
行
令
第
二
条
第
五
号
に
掲
げ
る
水

素
、
一
酸
化
炭
素
及
び
メ
タ
ン
を
主
成
分
と
す
る
ガ

ス
を
製
造
す
る
設
備
で
、
ガ
ス
化
炉
、
精
製
装
置
及

び
貯
蔵
装
置
を
同
時
に
設
置
す
る
場
合
の
こ
れ
ら
の

も
の
（
こ
れ
ら
と
同
時
に
設
置
す
る
専
用
の
原
料
受

入
・
供
給
装
置
、
前
処
理
装
置
、
脱
臭
装
置
、
自
動

調
整
装
置
、
搬
送
装
置
、
貯
留
装
置
、
残
さ
処
理
装

置
、
余
剰
ガ
ス
燃
焼
装
置
、
出
荷
装
置
、
ポ
ン
プ
又

は
配
管
を
含
む
。
）

二
　
利
用
促
進
法
施
行
令
第
二
条
第
六
号
に
掲
げ
る
メ

タ
ン
を
製
造
す
る
設
備
で
、
発
酵
装
置
及
び
精
製
装

置
を
同
時
に
設
置
す
る
場
合
の
こ
れ
ら
の
も
の
（
こ

れ
ら
と
同
時
に
設
置
す
る
専
用
の
原
料
受
入
装
置
、

原
料
貯
蔵
装
置
、
原
料
供
給
装
置
、
前
処
理
装
置
、

脱
臭
装
置
、
自
動
調
整
装
置
、
搬
送
装
置
、
排
水
処

理
装
置
、
貯
留
装
置
、
残
さ
処
理
装
置
、
余
剰
ガ
ス

燃
焼
装
置
、
出
荷
装
置
、
ポ
ン
プ
又
は
配
管
を
含

む
。
）

46
　
政
令
附
則
第
十
一
条
第
二
十
四
項
に
規
定
す
る
総
務

省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
飲
食
店
、
喫
茶
店
及
び
物
品

販
売
施
設
並
び
に
駐
車
施
設
と
す
る
。

47
　
政
令
附
則
第
十
一
条
第
二
十
五
項
に
規
定
す
る
総
務

省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
各
号
の
全
て
に
該
当
す

る
こ
と
と
す
る
。

一
　
港
湾
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
国
際
拠
点
港

湾
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
国
際
拠
点
港
湾
」
と

い
う
。
）
の
う
ち
、
当
該
港
湾
に
お
け
る
コ
ン
テ
ナ

取
扱
量
が
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
取
扱
量
以
上
で

あ
る
こ
と
。

二
　
国
際
拠
点
港
湾
の
う
ち
、
当
該
港
湾
が
連
続
す
る

二
以
上
の
係
留
施
設
等
（
輸
出
入
に
係
る
コ
ン
テ
ナ

貨
物
を
運
送
す
る
船
舶
の
使
用
の
一
単
位
に
係
る
コ

ン
テ
ナ
埠
頭
を
構
成
す
る
係
留
施
設
及
び
荷
さ
ば
き

地
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
有
し
て
い

る
こ
と
。

三
　
国
際
拠
点
港
湾
の
う
ち
、
当
該
港
湾
の
港
湾
区
域

（
港
湾
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
港
湾
区
域
を

い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
地
先
水

面
と
す
る
地
域
を
区
域
と
す
る
地
方
公
共
団
体
に
指

定
都
市
（
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第

一
項
に
規
定
す
る
指
定
都
市
を
い
う
。
以
下
こ
の
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
が
含
ま
れ
る
こ
と
。
た
だ
し
、

港
湾
区
域
を
地
先
水
面
と
す
る
地
域
を
区
域
と
す
る

指
定
都
市
が
存
在
し
な
い
道
府
県
に
あ
つ
て
は
、
当

該
港
湾
に
お
け
る
輸
出
入
に
係
る
コ
ン
テ
ナ
取
扱
量

が
当
該
道
府
県
に
存
す
る
港
湾
の
う
ち

も
多
い
港

湾
で
あ
る
こ
と
。

48
　
政
令
附
則
第
十
一
条
第
二
十
六
項
に
規
定
す
る
総
務

省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
係
留
施
設
等
の
う
ち
、
岸
壁

の
長
さ
が
二
百
四
十
メ
ー
ト
ル
以
上
で
当
該
岸
壁
の
前

面
の
泊
地
の
水
深
が
十
二
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
り
、
か

つ
、
敷
地
面
積
の
合
計
が
六
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で

あ
る
こ
と
と
す
る
。

49
　
法
附
則
第
十
五
条
第
二
十
項
に
規
定
す
る
政
府
の
補

助
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
港
湾
機
能
高
度
化

施
設
整
備
事
業
費
に
係
る
補
助
と
す
る
。

50
　
政
令
附
則
第
十
一
条
第
二
十
七
項
に
規
定
す
る
津
波

か
ら
の
一
時
的
な
避
難
場
所
と
し
て
の
機
能
を
有
す
る

堅
固
な
工
作
物
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に

掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
に
つ
い
て
国
土
交
通
大

臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
の
証
明
が

さ
れ
た
工
作
物
と
す
る
。

一
　
避
難
に
適
し
た
構
造
で
あ
る
こ
と
。

二
　
地
震
及
び
津
波
に
対
し
て
安
全
な
構
造
で
あ
る
こ

と
。

三
　
津
波
に
よ
り
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深

を
考
慮
し
た
安
全
な
高
さ
に
避
難
上
有
効
な
場
所
が

配
置
さ
れ
、
か
つ
、
当
該
場
所
ま
で
の
避
難
上
有
効

な
階
段
そ
の
他
の
経
路
が
あ
る
こ
と
。

51
　
法
附
則
第
十
五
条
第
二
十
二
項
に
規
定
す
る
総
務
省

令
で
定
め
る
避
難
の
用
に
供
す
る
部
分
は
、
指
定
避
難

施
設
の
管
理
及
び
協
定
避
難
施
設
の
管
理
協
定
に
関
す

る
命
令
（
平
成
二
十
三
年
内
閣
府
・
国
土
交
通
省
令
第

八
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
た
避
難

上
有
効
な
屋
上
そ
の
他
の
場
所
及
び
当
該
場
所
ま
で
の

避
難
上
有
効
な
階
段
そ
の
他
の
経
路
と
す
る
。

52
　
政
令
附
則
第
十
一
条
第
二
十
八
項
に
規
定
す
る
総
務

省
令
で
定
め
る
設
備
は
、
次
に
掲
げ
る
設
備
と
す
る
。

一
　
誘
導
灯

二
　
誘
導
標
識

三
　
自
動
解
錠
装
置
（
地
震
動
を
感
知
し
た
場
合
に
、

出
入
口
に
設
け
る
戸
の
施
錠
装
置
を
自
動
的
に
解
錠

す
る
機
能
を
有
す
る
装
置
（
遠
隔
操
作
に
よ
り
解
錠

す
る
機
能
を
併
せ
て
有
す
る
装
置
を
含
む
。
）
を
い

う
。
）

四
　
防
災
用
倉
庫

五
　
防
災
用
ベ
ン
チ

六
　
非
常
用
電
源
設
備

53
　
政
令
附
則
第
十
一
条
第
二
十
九
項
第
二
号
に
規
定
す

る
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
か
ら
の
転
落
を
防
止
す
る
た
め
の

設
備
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
ホ
ー
ム
ド
ア
及

び
可
動
式
ホ
ー
ム
柵
（
こ
れ
ら
と
併
せ
て
設
置
す
る
列

車
定
点
停
止
装
置
を
含
む
。
）
と
す
る
。

54
　
政
令
附
則
第
十
一
条
第
三
十
項
に
規
定
す
る
停
車
場

建
物
及
び
旅
客
用
通
路
に
係
る
家
屋
で
総
務
省
令
で
定

め
る
も
の
は
、
同
条
第
二
十
九
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事

業
が
実
施
さ
れ
た
停
車
場
建
物
及
び
旅
客
用
通
路
に
係

99



る
家
屋
の
当
該
事
業
実
施
後
の
床
面
積
か
ら
当
該
事
業

実
施
前
の
床
面
積
を
控
除
し
た
床
面
積
に
相
当
す
る
部

分
と
す
る
。

55
　
法
附
則
第
十
五
条
第
二
十
五
項
第
一
号
イ
に
規
定
す

る
太
陽
光
を
電
気
に
変
換
す
る
特
定
再
生
可
能
エ
ネ
ル

ギ
ー
発
電
設
備
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に

掲
げ
る
太
陽
光
発
電
設
備
及
び
こ
れ
と
同
時
に
設
置
す

る
専
用
の
架
台
、
集
光
装
置
、
追
尾
装
置
、
蓄
電
装

置
、
制
御
装
置
、
直
交
変
換
装
置
又
は
系
統
連
系
用
保

護
装
置
と
す
る
。

一
　
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
十
二
条
の
三
第
三
項

第
一
号
に
規
定
す
る
認
定
地
域
脱
炭
素
化
促
進
事
業

計
画
に
従
い
取
得
し
た
設
備
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ

る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の

イ
　
出
力
五
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
要
件
に
該
当
す
る
こ

と
。

（１）
　
二
酸
化
炭
素
排
出
抑
制
対
策
事
業
費
交
付
金

（
地
域
脱
炭
素
移
行
・
再
エ
ネ
推
進
交
付
金
に

限
る
。
）
、
二
酸
化
炭
素
排
出
抑
制
対
策
事
業
費

等
補
助
金
（
民
間
企
業
等
に
よ
る
再
エ
ネ
主
力

化
・
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
強
化
促
進
事
業
に
限
る
。
）

又
は
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
導
入
促
進
対
策
費

補
助
金
（
需
要
家
主
導
型
太
陽
光
発
電
の
導
入

支
援
事
業
に
限
る
。
）
を
受
け
て
取
得
し
た
設

備
（２）
　
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第

三
十
六
条
の
二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
対
象

事
業
活
動
支
援
の
対
象
と
な
る
活
動
に
係
る
事

業
に
よ
り
取
得
し
た
設
備

ハ
　
建
築
物
の
屋
根
に
設
け
る
設
備
で
な
い
こ
と
。

ニ
　
公
有
地
に
設
け
る
設
備
で
な
い
こ
と
。

二
　
産
業
技
術
実
用
化
開
発
事
業
費
補
助
金
（
グ
リ
ー

ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
基
金
補
助
金
）
又
は
特
定
公
募

型
研
究
開
発
費
補
助
金
（
グ
リ
ー
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ

ン
基
金
補
助
金
）
の
う
ち
、
次
世
代
型
太
陽
電
池
の

開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
支
援
を
受
け
て
取
得
し
た

設
備

56
　
法
附
則
第
十
五
条
第
二
十
五
項
第
一
号
イ
に
規
定
す

る
総
務
省
令
で
定
め
る
規
模
は
、
出
力
千
キ
ロ
ワ
ッ
ト

と
す
る
。

57
　
法
附
則
第
十
五
条
第
二
十
五
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す

る
総
務
省
令
で
定
め
る
規
模
は
、
出
力
二
十
キ
ロ
ワ
ッ

ト
と
す
る
。

58
　
法
附
則
第
十
五
条
第
二
十
五
項
第
一
号
ハ
に
規
定
す

る
総
務
省
令
で
定
め
る
規
模
は
、
出
力
千
キ
ロ
ワ
ッ
ト

と
す
る
。

59
　
法
附
則
第
十
五
条
第
二
十
五
項
第
一
号
ニ
に
規
定
す

る
総
務
省
令
で
定
め
る
規
模
は
、
出
力
二
万
キ
ロ
ワ
ッ

ト
と
す
る
。

60
　
法
附
則
第
十
五
条
第
二
十
五
項
第
二
号
に
規
定
す
る

総
務
省
令
で
定
め
る
規
模
は
、
出
力
二
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト

と
す
る
。

61
　
法
附
則
第
十
五
条
第
二
十
五
項
第
二
号
に
規
定
す
る

特
定
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
設
備
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も

の
は
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
利
用
の
促
進
に

関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
四
年
経
済

産
業
省
令
第
四
十
六
号
）
第
三
条
第
二
十
七
号
に
定
め

る
設
備
の
区
分
等
に
該
当
す
る
設
備
と
す
る
。

62
　
法
附
則
第
十
五
条
第
二
十
五
項
第
三
号
イ
に
規
定
す

る
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
第
五
十
五
項
第
二
号

に
掲
げ
る
設
備
と
す
る
。

63
　
法
附
則
第
十
五
条
第
二
十
五
項
第
三
号
ハ
に
規
定
す

る
総
務
省
令
で
定
め
る
規
模
は
、
出
力
五
千
キ
ロ
ワ
ッ

ト
と
す
る
。

64
　
法
附
則
第
十
五
条
第
二
十
五
項
第
四
号
ハ
に
規
定
す

る
総
務
省
令
で
定
め
る
規
模
は
、
出
力
一
万
キ
ロ
ワ
ッ

ト
と
す
る
。

65
　
法
附
則
第
十
五
条
第
二
十
六
項
に
規
定
す
る
政
府
の

補
助
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
鉄
道
施
設
総
合

安
全
対
策
事
業
費
に
係
る
補
助
と
す
る
。

66
　
法
附
則
第
十
五
条
第
二
十
六
項
に
規
定
す
る
補
強
の

た
め
の
工
事
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
特
定
鉄

道
等
施
設
に
係
る
耐
震
補
強
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二

十
五
年
国
土
交
通
省
令
第
十
六
号
）
第
二
条
第
二
号
及

び
第
三
号
に
規
定
す
る
特
定
鉄
道
等
施
設
に
係
る
同
令

第
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
実
施
さ
れ
る
耐
震
性
の
向
上

を
図
る
た
め
の
補
強
工
事
と
す
る
。

67
　
法
附
則
第
十
五
条
第
二
十
六
項
に
規
定
す
る
鉄
道
施

設
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
一
日
当
た
り
の
平

均
片
道
断
面
輸
送
量
が
一
万
人
以
上
の
線
区
に
お
け
る

ラ
ー
メ
ン
構
造
形
式
の
橋
台
の
う
ち
、
前
項
に
規
定
す

る
工
事
に
よ
り
新
た
に
取
得
し
た
部
分
と
し
て
国
土
交

通
大
臣
の
証
明
が
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

68
　
法
附
則
第
十
五
条
第
二
十
七
項
に
規
定
す
る
政
府
の

補
助
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
港
湾
機
能
高
度

化
施
設
整
備
事
業
費
に
係
る
補
助
と
す
る
。

69
　
法
附
則
第
十
五
条
第
二
十
八
項
に
規
定
す
る
地
下
街

等
に
お
け
る
洪
水
時
、
雨
水
出
水
時
又
は
高
潮
時
の
避

難
の
確
保
及
び
洪
水
時
、
雨
水
出
水
時
又
は
高
潮
時
の

浸
水
の
防
止
を
図
る
た
め
の
設
備
で
総
務
省
令
で
定
め

る
も
の
は
、
防
水
板
、
防
水
扉
、
排
水
ポ
ン
プ
及
び
換

気
口
浸
水
防
止
機
と
す
る
。

70
　
政
令
附
則
第
十
一
条
第
三
十
五
項
第
六
号
に
規
定
す

る
総
務
省
令
で
定
め
る
道
路
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

も
の
と
す
る
。

一
　
農
業
用
道
路

二
　
林
道

71
　
法
附
則
第
十
五
条
第
三
十
項
に
規
定
す
る
地
下
ケ
ー

ブ
ル
そ
の
他
の
総
務
省
令
で
定
め
る
設
備
は
、
次
の
表

の
上
欄
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
政
令
附
則
第
十
一
条

第
三
十
四
項
第
一
号
に
規

定
す
る
一
般
送
配
電
事
業

者
又
は
配
電
事
業
者

管
路
、
ケ
ー
ブ
ル
、
引
込
線
、

変
圧
器
、
保
安
開
閉
装
置
及

び
電
話
ケ
ー
ブ
ル

二
　
政
令
附
則
第
十
一
条

第
三
十
四
項
第
二
号
に
規

定
す
る
電
気
通
信
事
業
者

市
内
線
路
設
備
、
市
外
線
路

設
備
及
び
こ
れ
ら
を
収
容
し
、

又
は
保
護
す
る
た
め
の
土
木

設
備

三
　
政
令
附
則
第
十
一
条

第
三
十
四
項
第
三
号
に
規

定
す
る
事
業
者

ケ
ー
ブ
ル
、
中
継
増
幅
器
、

分
岐
器
、
分
配
器
、
電
源
供

給
器
及
び
こ
れ
ら
を
収
容
し
、

又
は
保
護
す
る
た
め
の
設
備

72
　
法
附
則
第
十
五
条
第
三
十
一
項
に
規
定
す
る
農
地
中

間
管
理
権
を
取
得
し
た
土
地
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も

の
は
、
当
該
土
地
の
所
有
者
が
所
有
す
る
農
業
振
興
地

域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五

十
八
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た

農
業
振
興
地
域
の
区
域
内
に
あ
る
全
て
の
農
地
（
当
該

者
が
利
用
す
る
十
ア
ー
ル
未
満
の
も
の
を
除
く
。
）
に

つ
い
て
、
当
該
農
地
中
間
管
理
権
が
新
た
に
設
定
さ
れ

る
も
の
（
当
該
土
地
の
所
有
者
が
法
附
則
第
十
五
条
第

三
十
一
項
に
規
定
す
る
農
地
中
間
管
理
機
構
か
ら
農
地

中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五

年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
賃

借
権
の
設
定
等
を
受
け
た
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

73
　
政
令
附
則
第
十
一
条
第
三
十
六
項
に
規
定
す
る
総
務

省
令
で
定
め
る
用
途
は
、
次
に
掲
げ
る
用
途
以
外
の
用

途
と
す
る
。

一
　
住
宅

二
　
学
校

三
　
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園

四
　
老
人
ホ
ー
ム
、
福
祉
ホ
ー
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類

す
る
も
の

五
　
保
育
所
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の

六
　
建
築
基
準
法
施
行
令
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す

る
児
童
福
祉
施
設
等
（
助
産
所
及
び
前
二
号
に
掲
げ

る
も
の
を
除
く
。
）

七
　
診
療
所

八
　
病
院

九
　
公
衆
便
所

十
　
工
場

十
一
　
倉
庫

74
　
政
令
附
則
第
十
一
条
第
三
十
六
項
に
規
定
す
る
総
務

省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
証
明
が
さ
れ
た
土
地

は
、
当
該
土
地
（
当
該
土
地
と
一
体
と
し
て
管
理
又
は

使
用
さ
れ
て
い
る
土
地
を
含
む
。
）
が
前
項
各
号
に
掲

げ
る
用
途
以
外
の
用
途
に
供
す
る
家
屋
の
敷
地
の
用
に

供
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
国
土
交
通
大
臣
が
総

務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
書
類
に
よ
り
市
町
村
長
の

証
明
が
さ
れ
た
土
地
と
す
る
。

75
　
法
附
則
第
十
五
条
第
三
十
三
項
に
規
定
す
る
特
定
公

益
的
施
設
又
は
特
定
公
共
施
設
の
う
ち
総
務
省
令
で
定

め
る
も
の
は
、
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
施
行
規
則

第
十
八
条
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
業
に
よ
り
整
備

す
る
同
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
施
設
と
す
る
。

76
　
政
令
附
則
第
十
一
条
第
四
十
一
項
に
規
定
す
る
総
務

省
令
で
定
め
る
機
械
及
び
装
置
は
、
集
会
施
設
、
研
修

施
設
、
託
児
施
設
、
生
活
改
善
セ
ン
タ
ー
、
農
作
業
管

理
休
養
施
設
、
農
業
者
等
健
康
増
進
施
設
、
地
域
休
養

施
設
又
は
生
活
安
全
保
護
施
設
に
お
い
て
農
林
漁
業
者

の
共
同
利
用
に
供
す
る
機
械
及
び
装
置
と
す
る
。

77
　
政
令
附
則
第
十
一
条
第
四
十
一
項
に
規
定
す
る
総
務

省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
取
得
価
額

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
機
械
及
び
装
置
の
区
分
に
応

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

一
　
購
入
し
た
機
械
及
び
装
置
　
次
に
掲
げ
る
金
額
の

合
計
額

イ
　
当
該
機
械
及
び
装
置
の
購
入
の
代
価
（
引
取
運

賃
、
荷
役
費
、
運
送
保
険
料
、
購
入
手
数
料
、
関

税
そ
の
他
当
該
機
械
及
び
装
置
の
購
入
の
た
め
に

要
し
た
費
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
費
用
の
額

を
加
算
し
た
金
額
）

ロ
　
当
該
機
械
及
び
装
置
を
事
業
の
用
に
供
す
る
た

め
に
直
接
要
し
た
費
用
の
額

二
　
購
入
以
外
の
方
法
に
よ
り
取
得
し
た
機
械
及
び
装

置
　
次
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額

イ
　
そ
の
取
得
の
時
に
お
け
る
当
該
機
械
及
び
装
置

の
取
得
の
た
め
に
通
常
要
す
る
価
額

ロ
　
当
該
機
械
及
び
装
置
を
事
業
の
用
に
供
す
る
た

め
に
直
接
要
し
た
費
用
の
額

78
　
政
令
附
則
第
十
一
条
第
四
十
三
項
第
一
号
に
規
定
す

る
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
取
得

価
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
機
械
装
置
等
の
区
分
に

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

一
　
購
入
し
た
機
械
装
置
等
　
次
に
掲
げ
る
金
額
の
合

計
額

イ
　
当
該
機
械
装
置
等
の
購
入
の
代
価
（
引
取
運

賃
、
荷
役
費
、
運
送
保
険
料
、
購
入
手
数
料
、
関
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税
そ
の
他
当
該
機
械
装
置
等
の
購
入
の
た
め
に
要

し
た
費
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
費
用
の
額
を

加
算
し
た
金
額
）

ロ
　
当
該
機
械
装
置
等
を
事
業
の
用
に
供
す
る
た
め

に
直
接
要
し
た
費
用
の
額

二
　
購
入
以
外
の
方
法
に
よ
り
取
得
し
た
機
械
装
置

等
　
次
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額

イ
　
そ
の
取
得
の
時
に
お
け
る
当
該
機
械
装
置
等
の

取
得
の
た
め
に
通
常
要
す
る
価
額

ロ
　
当
該
機
械
装
置
等
を
事
業
の
用
に
供
す
る
た
め

に
直
接
要
し
た
費
用
の
額

79
　
法
附
則
第
十
五
条
第
三
十
八
項
に
規
定
す
る
一
体
型

滞
在
快
適
性
等
向
上
事
業
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

は
、
都
市
再
生
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年

国
土
交
通
省
令
第
六
十
六
号
）
第
十
一
条
の
三
各
号
に

掲
げ
る
も
の
の
う
ち
同
令
第
十
一
条
の
二
各
号
に
掲
げ

る
施
設
等
の
整
備
に
関
す
る
事
業
と
す
る
。

80
　
法
附
則
第
十
五
条
第
三
十
八
項
に
規
定
す
る
滞
在
快

適
性
等
向
上
施
設
等
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、

都
市
再
生
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
十
一
条
の
二
各
号

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

81
　
政
令
附
則
第
十
一
条
第
四
十
四
項
に
規
定
す
る
固
定

資
産
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
固
定
資
産
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
国

土
交
通
大
臣
が
総
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
書
類
に

よ
り
市
町
村
長
の
証
明
が
さ
れ
た
固
定
資
産
と
す
る
。

一
　
都
市
再
生
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
十
一
条
の
二

第
一
号
に
掲
げ
る
施
設
等
の
用
に
供
す
る
土
地

二
　
前
号
に
掲
げ
る
土
地
の
上
に
設
置
さ
れ
る
都
市
再

生
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
十
一
条
の
二
第
一
号
か

ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
五
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲

げ
る
施
設
等
の
用
に
供
す
る
償
却
資
産

三
　
都
市
再
生
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
十
一
条
の
二

第
四
号
に
掲
げ
る
施
設
等
の
用
に
供
す
る
家
屋
（
改

修
（
増
築
、
改
築
又
は
模
様
替
を
い
う
。
）
が
行
わ

れ
た
も
の
で
、
か
つ
、
一
般
公
衆
の
利
用
に
供
す
る

部
分
（
そ
の
利
用
に
つ
い
て
対
価
又
は
負
担
と
し
て

支
払
う
べ
き
金
額
の
定
め
の
あ
る
部
分
を
除
く
。
）

に
限
る
。
）

82
　
法
附
則
第
十
五
条
第
三
十
九
項
に
規
定
す
る
地
域
に

お
け
る
需
要
に
応
じ
多
様
な
主
体
が
開
設
す
る
こ
と
が

で
き
る
無
線
局
で
あ
つ
て
地
域
社
会
の
諸
課
題
の
解
決

に
寄
与
す
る
も
の
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

は
、
無
線
設
備
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員

会
規
則
第
十
八
号
）
第
三
条
第
十
五
号
に
規
定
す
る
ロ

ー
カ
ル
５
Ｇ
の
無
線
局
（
無
線
局
免
許
手
続
規
則
（
昭

和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
五
号
）
別
表

第
二
号
第
２
注
２
２
（
１
１
）
に
規
定
す
る
地
域
社
会

の
諸
課
題
の
解
決
に
寄
与
す
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す

る
。

83
　
政
令
附
則
第
十
一
条
第
四
十
五
項
に
規
定
す
る
総
務

省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
取
得
価
額

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
償
却
資
産
の
区
分
に
応
じ
、

当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

一
　
購
入
し
た
償
却
資
産
　
次
に
掲
げ
る
金
額
の
合

計
額

イ
　
当
該
償
却
資
産
の
購
入
の
代
価
（
引
取
運
賃
、

荷
役
費
、
運
送
保
険
料
、
購
入
手
数
料
、
関
税
そ

の
他
当
該
償
却
資
産
の
購
入
の
た
め
に
要
し
た
費

用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
費
用
の
額
を
加
算
し

た
金
額
）

ロ
　
当
該
償
却
資
産
を
事
業
の
用
に
供
す
る
た
め
に

直
接
要
し
た
費
用
の
額

二
　
購
入
以
外
の
方
法
に
よ
り
取
得
し
た
償
却
資
産
　

次
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額

イ
　
そ
の
取
得
の
時
に
お
け
る
当
該
償
却
資
産
の
取

得
の
た
め
に
通
常
要
す
る
価
額

ロ
　
当
該
償
却
資
産
を
事
業
の
用
に
供
す
る
た
め
に

直
接
要
し
た
費
用
の
額

84
　
政
令
附
則
第
十
一
条
第
四
十
六
項
に
規
定
す
る
総
務

省
令
で
定
め
る
事
業
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ

に
も
該
当
す
る
こ
と
に
つ
い
て
国
土
交
通
大
臣
が
総
務

大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
書
類
に
よ
り
市
町
村
長
の
証

明
が
さ
れ
た
事
業
と
す
る
。

一
　
当
該
事
業
が
行
わ
れ
る
政
令
附
則
第
十
一
条
第
四

十
六
項
に
規
定
す
る
都
市
機
能
誘
導
区
域
（
次
項
第

二
号
イ
に
お
い
て
「
都
市
機
能
誘
導
区
域
」
と
い

う
。
）
内
に
お
い
て
十
以
上
の
自
転
車
駐
車
場
を
用

い
て
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
情
報
通
信
技
術
を
利
用
し
た
自
転
車
駐
車
場
の
使

用
状
況
を
管
理
す
る
シ
ス
テ
ム
を
用
い
て
行
う
も
の

で
あ
る
こ
と
。

85
　
法
附
則
第
十
五
条
第
四
十
項
に
規
定
す
る
償
却
資
産

で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
償
却
資

産
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
国
土
交
通
大
臣

が
総
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
書
類
に
よ
り
市
町
村

長
の
証
明
が
さ
れ
た
償
却
資
産
と
す
る
。

一
　
自
転
車
（
人
の
力
を
補
う
た
め
電
動
機
を
用
い
る

も
の
に
限
る
。
）

二
　
自
転
車
駐
車
器
具
（
道
路
法
施
行
令
第
十
一
条
の

十
第
一
項
に
規
定
す
る
自
転
車
駐
車
器
具
を
い
う
。
）

で
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の

イ
　
都
市
機
能
誘
導
区
域
に
あ
る
誘
導
施
設
（
都
市

再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
二

号
）
第
八
十
一
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
誘

導
施
設
を
い
う
。
）
又
は
旅
客
施
設
（
高
齢
者
、

障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る

法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
二
条

第
六
号
に
規
定
す
る
旅
客
施
設
を
い
う
。
）
を
中

心
と
す
る
半
径
百
五
十
メ
ー
ト
ル
の
円
で
囲
ま
れ

る
区
域
内
に
あ
る
自
転
車
駐
車
場
（
一
の
当
該
区

域
内
に
整
備
さ
れ
る
自
転
車
を
駐
車
さ
せ
る
た
め

必
要
な
車
輪
止
め
装
置
の
数
の
合
計
が
二
十
五
以

上
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
用
に
供
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
自
転
車
に
充
電
す
る
た
め
の
設
備
を
有
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。

86
　
法
附
則
第
十
五
条
第
四
十
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る

雨
水
貯
留
浸
透
施
設
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、

同
号
に
規
定
す
る
雨
水
貯
留
浸
透
施
設
に
該
当
す
る
も

の
と
し
て
、
国
土
交
通
大
臣
が
総
務
大
臣
と
協
議
し
て

定
め
る
書
類
に
よ
り
特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法

（
平
成
十
五
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
十
一
条
第
一
項

に
規
定
す
る
都
道
府
県
知
事
等
の
証
明
が
さ
れ
た
雨
水

貯
留
浸
透
施
設
と
す
る
。

87
　
法
附
則
第
十
五
条
第
四
十
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る

雨
水
貯
留
浸
透
施
設
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、

同
号
に
規
定
す
る
雨
水
貯
留
浸
透
施
設
に
該
当
す
る
も

の
と
し
て
、
国
土
交
通
大
臣
が
総
務
大
臣
と
協
議
し
て

定
め
る
書
類
に
よ
り
下
水
道
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定

す
る
公
共
下
水
道
管
理
者
の
証
明
が
さ
れ
た
雨
水
貯
留

浸
透
施
設
と
す
る
。

88
　
法
附
則
第
十
五
条
第
四
十
三
項
に
規
定
す
る
政
府
の

補
助
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
港
湾
に
お
け
る

脱
炭
素
化
促
進
事
業
に
係
る
補
助
と
す
る
。

89
　
法
附
則
第
十
五
条
第
四
十
三
項
に
規
定
す
る
償
却
資

産
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
陸
上
電
力
供
給
設

備
と
す
る
。

90
　
政
令
附
則
第
十
一
条
第
四
十
七
項
に
規
定
す
る
総
務

省
令
で
定
め
る
機
械
装
置
等
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の

い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
商
品
の
生
産
若
し
く
は
販
売
又
は
役
務
の
提
供
の

用
に
直
接
供
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
法
附
則
第
十
五
条
第
四
十
四
項
に
規
定
す
る
中
小

事
業
者
等
が
策
定
し
た
投
資
計
画
（
次
の
算
式
に
よ

り
算
定
し
た
当
該
投
資
計
画
に
お
け
る
年
平
均
の
投

資
利
益
率
が
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
と
な
る
こ
と
が
見

込
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
記
載
さ

れ
た
投
資
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
不
可
欠

な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

各
年
度
に
お
い
て
増
加
す
る
営
業
利
益
と
減
価
償

却
費
の
合
計
額
（
設
備
の
取
得
等
を
す
る
年
度

の
翌
年
度
以
降
三
箇
年
度
に
お
け
る
も
の
に
限

る
。
）
を
平
均
し
た
額
／
設
備
の
取
得
等
を
す

る
年
度
に
お
け
る
そ
の
取
得
等
を
す
る
設
備
の

取
得
価
額
の
合
計
額

91
　
政
令
附
則
第
十
一
条
第
四
十
七
項
第
一
号
に
規
定
す

る
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
取
得

価
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
固
定
資
産
の
区
分
に
応

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

一
　
購
入
し
た
固
定
資
産
　
次
に
掲
げ
る
金
額
の
合

計
額

イ
　
当
該
固
定
資
産
の
購
入
の
代
価
（
引
取
運
賃
、

荷
役
費
、
運
送
保
険
料
、
購
入
手
数
料
、
関
税
そ

の
他
当
該
固
定
資
産
の
購
入
の
た
め
に
要
し
た
費

用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
費
用
の
額
を
加
算
し

た
金
額
）

ロ
　
当
該
固
定
資
産
を
事
業
の
用
に
供
す
る
た
め
に

直
接
要
し
た
費
用
の
額

二
　
購
入
以
外
の
方
法
に
よ
り
取
得
し
た
固
定
資
産
　

次
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額

イ
　
そ
の
取
得
の
時
に
お
け
る
当
該
固
定
資
産
の
取

得
の
た
め
に
通
常
要
す
る
価
額

ロ
　
当
該
固
定
資
産
を
事
業
の
用
に
供
す
る
た
め
に

直
接
要
し
た
費
用
の
額

92
　
政
令
附
則
第
十
一
条
第
四
十
八
項
に
規
定
す
る
総
務

省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一
　
法
附
則
第
十
五
条
第
四
十
四
項
に
規
定
す
る
中
小

事
業
者
等
が
取
得
を
す
る
同
項
に
規
定
す
る
機
械
装

置
等
が
同
項
に
規
定
す
る
先
端
設
備
等
に
該
当
す
る

旨
を
証
す
る
書
類
の
写
し

二
　
法
附
則
第
十
五
条
第
四
十
四
項
に
規
定
す
る
認
定

先
端
設
備
等
導
入
計
画
の
写
し
及
び
当
該
認
定
先
端

設
備
等
導
入
計
画
に
係
る
認
定
書
の
写
し

93
　
法
附
則
第
十
五
条
第
四
十
五
項
に
規
定
す
る
電
気
自

動
車
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
電
気
自
動
車

（
燃
料
電
池
自
動
車
を
除
く
。
）
と
す
る
。

94
　
政
令
附
則
第
十
一
条
第
五
十
項
第
一
号
に
規
定
す
る

土
地
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
同
条
第
五
十
一

項
に
規
定
す
る
設
備
を
設
置
す
る
た
め
の
台
の
水
平
投

影
面
積
に
相
当
す
る
土
地
と
す
る
。

95
　
政
令
附
則
第
十
一
条
第
五
十
項
第
二
号
に
規
定
す
る

電
気
自
動
車
が
充
電
に
際
し
て
駐
車
す
る
た
め
必
要
な

土
地
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
項
に
規

定
す
る
充
電
設
備
に
よ
り
同
時
に
充
電
す
る
こ
と
が
で

き
る
電
気
自
動
車
（
法
附
則
第
十
五
条
第
四
十
五
項
に

規
定
す
る
電
気
自
動
車
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
台
数
に
三
十
八
平
方
メ
ー
ト
ル
を
乗
じ
て
得

た
面
積
（
当
該
面
積
が
実
際
に
要
し
た
面
積
と
著
し
く

101



異
な
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
市
町
村
長
が
調
査
し
た
面

積
）
に
相
当
す
る
土
地
（
当
該
土
地
が
法
附
則
第
十
五

条
第
四
十
五
項
に
規
定
す
る
者
が
有
料
で
借
り
受
け
た

も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
土
地
が
同
項
の

規
定
の
適
用
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
減
少
し
た
当
該
土

地
に
係
る
固
定
資
産
税
額
及
び
都
市
計
画
税
額
に
相
当

す
る
額
が
そ
の
賃
料
か
ら
減
額
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ

き
国
土
交
通
大
臣
の
証
明
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
）

と
す
る
。

96
　
政
令
附
則
第
十
一
条
第
五
十
一
項
に
規
定
す
る
償
却

資
産
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
電
気
自
動
車
に

動
力
源
と
し
て
用
い
る
電
気
を
充
電
す
る
た
め
の
充
電

設
備
及
び
変
電
設
備
（
当
該
充
電
設
備
及
び
当
該
変
電

設
備
が
法
附
則
第
十
五
条
第
四
十
五
項
に
規
定
す
る
者

が
有
料
で
借
り
受
け
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
当
該
充
電
設
備
及
び
当
該
変
電
設
備
が
同
項
の
規

定
の
適
用
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
減
少
し
た
当
該
充
電

設
備
及
び
当
該
変
電
設
備
に
係
る
固
定
資
産
税
額
に
相

当
す
る
額
が
そ
の
賃
料
か
ら
減
額
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

つ
き
国
土
交
通
大
臣
の
証
明
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
）

と
す
る
。

（
法
附
則
第
十
五
条
の
二
第
一
項
の
算
定
方
法
）

第
六
条
の
二
　
法
附
則
第
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す

る
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額

は
、
同
項
に
規
定
す
る
償
却
資
産
に
対
し
て
昭
和
六
十

二
年
三
月
三
十
一
日
後
新
た
に
固
定
資
産
税
が
課
さ
れ

る
こ
と
と
な
つ
た
年
度
か
ら
、
地
方
税
法
及
び
国
有
資

産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
及
び
納
付
金
に
関
す
る
法
律

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
九

十
四
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
国
鉄
関
連
改
正

法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国

有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
及
び
納
付
金
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
八
十
二
号
。
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
旧
交
納
付
金
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第

十
七
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
償
却
資
産
の
区
分
に
応

じ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
年
度
分
か
ら
当
該
償
却
資
産

に
つ
き
同
項
の
規
定
（
国
鉄
関
連
改
正
法
附
則
第
十
三

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と

さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

が
適
用
さ
れ
た
年
度
分
（
法
附
則
第
十
五
条
の
二
第
一

項
に
規
定
す
る
こ
れ
に
類
す
る
償
却
資
産
に
あ
つ
て
は

旧
交
納
付
金
法
附
則
第
十
七
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る

べ
き
で
あ
つ
た
年
度
分
）
を
控
除
し
た
年
度
分
の
固
定

資
産
税
に
限
り
、
当
該
償
却
資
産
に
係
る
固
定
資
産
税

の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下

欄
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

（
政
令
附
則
第
十
一
条
の
二
第
三
項
の
固
定
資
産
）

第
六
条
の
三
　
政
令
附
則
第
十
一
条
の
二
第
三
項
に
規
定

す
る
鉄
道
事
業
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産
で
総
務
省
令

で
定
め
る
も
の
は
、
線
路
設
備
、
電
路
設
備
、
停
車

場
、
変
電
所
、
車
庫
、
工
場
、
倉
庫
及
び
詰
所
の
用
に

供
す
る
固
定
資
産
又
は
車
両
と
す
る
。

２
　
政
令
附
則
第
十
一
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
鉄
道

施
設
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産
で
総
務
省
令
で
定
め
る

も
の
は
、
線
路
設
備
、
電
路
設
備
、
停
車
場
、
変
電
所

及
び
車
両
と
す
る
。

（
政
令
附
則
第
十
一
条
の
三
第
三
号
の
固
定
資
産
）

第
六
条
の
四
　
政
令
附
則
第
十
一
条
の
三
第
三
号
に
規
定

す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
固
定
資
産
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
固
定
資
産
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各

号
に
定
め
る
固
定
資
産
と
す
る
。

一
　
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
及
び
日
本
貨
物
鉄
道
株
式
会

社
に
関
す
る
法
律
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
旅
客

会
社
（
次
号
に
お
い
て
「
旅
客
会
社
」
と
い
う
。
）

が
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
貨
物
会
社
（
次
号
に
お

い
て
「
貨
物
会
社
」
と
い
う
。
）
に
貸
し
付
け
て
い

る
固
定
資
産
　
線
路
設
備
、
電
路
設
備
、
停
車
場
、

変
電
所
、
車
庫
、
工
場
、
倉
庫
及
び
詰
所
の
用
に
供

す
る
固
定
資
産

二
　
貨
物
会
社
が
旅
客
会
社
に
無
償
で
貸
し
付
け
て
い

る
固
定
資
産
　
線
路
設
備
、
電
路
設
備
、
停
車
場
、

変
電
所
、
車
庫
、
工
場
、
倉
庫
及
び
詰
所
の
用
に
供

す
る
固
定
資
産

（
政
令
附
則
第
十
二
条
の
割
合
の
補
正
等
）

第
七
条
　
第
七
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、

政
令
附
則
第
十
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
区
分
所
有
に

係
る
住
宅
以
外
の
住
宅
に
お
け
る
人
の
居
住
の
用
に
供

す
る
部
分
の
床
面
積
の
当
該
住
宅
の
床
面
積
に
対
す
る

割
合
及
び
区
分
所
有
に
係
る
住
宅
に
お
け
る
居
住
用
専

有
部
分
に
係
る
基
準
部
分
の
う
ち
人
の
居
住
の
用
に
供

す
る
部
分
の
床
面
積
の
当
該
居
住
用
専
有
部
分
の
床
面

積
に
対
す
る
割
合
、
同
条
第
十
一
項
（
同
条
第
十
五
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
住

宅
で
あ
る
家
屋
に
お
け
る
従
前
の
権
利
に
対
応
す
る
居

住
部
分
又
は
従
前
の
権
利
に
対
応
す
る
非
居
住
部
分
の

床
面
積
の
当
該
専
有
部
分
の
床
面
積
に
対
す
る
割
合
及

び
住
宅
以
外
の
家
屋
に
お
け
る
従
前
の
権
利
に
対
応
す

る
部
分
の
床
面
積
の
当
該
専
有
部
分
の
床
面
積
に
対
す

る
割
合
、
同
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
区
分
所
有
に
係

る
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
貸
家
住
宅
に
お
け
る
高

齢
者
向
け
貸
家
用
専
有
部
分
に
係
る
高
齢
者
向
け
特
定

貸
家
基
準
部
分
の
う
ち
専
ら
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向

け
住
宅
事
業
に
係
る
住
居
と
し
て
貸
家
の
用
に
供
す
る

部
分
の
床
面
積
の
当
該
高
齢
者
向
け
貸
家
用
専
有
部
分

の
床
面
積
に
対
す
る
割
合
及
び
区
分
所
有
に
係
る
サ
ー

ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
貸
家
住
宅
以
外
の
サ
ー
ビ
ス
付

き
高
齢
者
向
け
貸
家
住
宅
に
お
け
る
高
齢
者
向
け
特
定

貸
家
基
準
住
居
部
分
の
床
面
積
の
当
該
サ
ー
ビ
ス
付
き

高
齢
者
向
け
貸
家
住
宅
の
床
面
積
に
対
す
る
割
合
、
同

条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
区
分
所
有
に
係
る
特
定
特
例

適
用
住
宅
以
外
の
特
定
特
例
適
用
住
宅
に
お
け
る
特
定

居
住
用
部
分
又
は
特
定
居
住
用
部
分
以
外
の
部
分
の
床

面
積
の
当
該
特
定
特
例
適
用
住
宅
の
床
面
積
に
対
す
る

割
合
及
び
区
分
所
有
に
係
る
特
定
特
例
適
用
住
宅
に
お

け
る
特
定
居
住
用
部
分
又
は
特
定
居
住
用
部
分
以
外
の

部
分
の
床
面
積
の
当
該
特
定
特
例
適
用
住
宅
の
床
面
積

に
対
す
る
割
合
、
同
条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
区
分

所
有
に
係
る
耐
震
基
準
適
合
住
宅
以
外
の
耐
震
基
準
適

合
住
宅
に
お
け
る
人
の
居
住
の
用
に
供
す
る
部
分
の
床

面
積
の
当
該
耐
震
基
準
適
合
住
宅
の
床
面
積
に
対
す
る

割
合
及
び
区
分
所
有
に
係
る
耐
震
基
準
適
合
住
宅
に
お

け
る
人
の
居
住
の
用
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
当
該

居
住
用
専
有
部
分
の
床
面
積
に
対
す
る
割
合
、
同
条
第

二
十
六
項
に
規
定
す
る
特
定
居
住
用
部
分
の
床
面
積
の

当
該
高
齢
者
等
居
住
改
修
住
宅
の
床
面
積
に
対
す
る
割

合
、
同
条
第
二
十
九
項
に
規
定
す
る
特
定
居
住
用
部
分

の
床
面
積
の
当
該
高
齢
者
等
居
住
改
修
専
有
部
分
の
床

面
積
に
対
す
る
割
合
、
同
条
第
三
十
三
項
に
規
定
す
る

特
定
居
住
用
部
分
の
床
面
積
の
当
該
熱
損
失
防
止
改
修

等
住
宅
の
床
面
積
に
対
す
る
割
合
、
同
条
第
三
十
六
項

に
規
定
す
る
特
定
居
住
用
部
分
の
床
面
積
の
当
該
熱
損

失
防
止
改
修
等
専
有
部
分
の
床
面
積
に
対
す
る
割
合
、

同
条
第
四
十
項
に
規
定
す
る
区
分
所
有
に
係
る
特
定
耐

震
基
準
適
合
住
宅
以
外
の
特
定
耐
震
基
準
適
合
住
宅
に

お
け
る
人
の
居
住
の
用
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
当

該
特
定
耐
震
基
準
適
合
住
宅
の
床
面
積
に
対
す
る
割
合

及
び
区
分
所
有
に
係
る
特
定
耐
震
基
準
適
合
住
宅
に
お

け
る
人
の
居
住
の
用
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
当
該

居
住
用
専
有
部
分
の
床
面
積
に
対
す
る
割
合
、
同
条
第

四
十
三
項
に
規
定
す
る
特
定
居
住
用
部
分
の
床
面
積
の

当
該
特
定
熱
損
失
防
止
改
修
等
住
宅
の
床
面
積
に
対
す

る
割
合
、
同
条
第
四
十
六
項
に
規
定
す
る
特
定
居
住
用

部
分
の
床
面
積
の
当
該
特
定
熱
損
失
防
止
改
修
等
住
宅

専
有
部
分
の
床
面
積
に
対
す
る
割
合
、
同
条
第
四
十
九

項
に
規
定
す
る
人
の
居
住
の
用
に
供
す
る
部
分
の
床
面

積
の
当
該
居
住
用
専
有
部
分
の
床
面
積
に
対
す
る
割
合

並
び
に
同
条
第
五
十
項
及
び
第
五
十
一
項
に
規
定
す
る

区
分
所
有
に
係
る
耐
震
基
準
適
合
家
屋
以
外
の
耐
震
基

準
適
合
家
屋
に
お
け
る
当
該
耐
震
基
準
適
合
家
屋
の
床

面
積
か
ら
人
の
居
住
の
用
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
を

控
除
し
て
得
た
床
面
積
の
当
該
耐
震
基
準
適
合
家
屋
の

床
面
積
に
対
す
る
割
合
及
び
区
分
所
有
に
係
る
耐
震
基

準
適
合
家
屋
に
お
け
る
居
住
用
専
有
部
分
の
床
面
積
か

ら
人
の
居
住
の
用
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
を
控
除
し

て
得
た
床
面
積
の
当
該
居
住
用
専
有
部
分
の
床
面
積
に

対
す
る
割
合
の
補
正
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
た
だ
し
、

市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
、
法
第
三

百
八
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
固
定
資
産
評
価
基
準

に
よ
つ
て
求
め
た
人
の
居
住
の
用
に
供
す
る
部
分
又
は

従
前
の
権
利
に
対
応
す
る
部
分
の
価
額
そ
の
他
こ
れ
ら

の
部
分
に
係
る
税
額
の
算
定
に
つ
い
て
適
当
と
認
め
ら

れ
る
基
準
に
よ
り
算
出
し
た
数
値
に
基
づ
い
て
補
正
を

行
う
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
条
例
で
定

め
る
方
法
に
よ
つ
て
補
正
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

２
　
政
令
附
則
第
十
二
条
第
四
項
第
一
号
ロ
及
び
第
二

号
、
第
十
一
項
第
一
号
ロ
、
第
二
号
ロ
及
び
第
三
号

ロ
、
第
十
三
項
第
一
号
ロ
及
び
第
二
号
、
第
十
六
項
第

二
号
イ
及
び
ロ
並
び
に
第
三
号
イ
及
び
ロ
、
第
二
十
一

項
第
一
号
イ
及
び
ロ
並
び
に
第
二
号
イ
及
び
ロ
、
第
二

十
六
項
、
第
二
十
九
項
、
第
三
十
三
項
、
第
三
十
六

項
、
第
四
十
項
第
一
号
イ
及
び
ロ
並
び
に
第
二
号
イ
及

び
ロ
、
第
四
十
三
項
、
第
四
十
六
項
、
第
四
十
九
項
、

第
五
十
項
第
一
号
ロ
及
び
ハ
並
び
に
第
二
号
ロ
及
び
ハ

並
び
に
第
五
十
一
項
第
一
号
ロ
及
び
ハ
並
び
に
第
二
号

ロ
及
び
ハ
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、

仕
上
部
分
の
程
度
と
す
る
。

３
　
法
附
則
第
十
五
条
の
七
第
三
項
に
規
定
す
る
総
務
省

令
で
定
め
る
書
類
は
、
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
一
年
国
土
交
通

省
令
第
三
号
）
第
六
条
、
第
九
条
又
は
第
十
五
条
に
規

定
す
る
通
知
書
の
写
し
と
す
る
。

４
　
法
附
則
第
十
五
条
の
七
第
四
項
に
規
定
す
る
通
知
を

受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め

る
も
の
は
、
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る

法
律
施
行
規
則
第
九
条
に
規
定
す
る
通
知
書
の
写
し
と

す
る
。

５
　
政
令
附
則
第
十
二
条
第
十
二
項
第
一
号
イ
に
規
定
す

る
総
務
省
令
で
定
め
る
建
築
物
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件

に
該
当
す
る
建
築
物
と
す
る
。

一
　
外
壁
及
び
軒
裏
が
、
建
築
基
準
法
第
二
条
第
八
号

に
規
定
す
る
防
火
構
造
で
あ
る
こ
と
。

二
　
屋
根
が
、
建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
三
十
六
条
の

二
の
二
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
技
術
的
基
準

に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
天
井
及
び
壁
の
室
内
に
面
す
る
部
分
が
、
通
常
の

火
災
時
の
加
熱
に
十
五
分
間
以
上
耐
え
る
性
能
を
有

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
建
築
物
の
各
部

分
が
、
防
火
上
支
障
の
な
い
構
造
で
あ
る
こ
と
。

６
　
政
令
附
則
第
十
二
条
第
十
二
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す

る
政
府
の
補
助
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
ス
マ
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ー
ト
ウ
ェ
ル
ネ
ス
住
宅
等
推
進
事
業
の
う
ち
サ
ー
ビ
ス

付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
（
高
齢
者
専
用
賃
貸
住
宅
の
整

備
を
行
う
事
業
に
よ
り
建
設
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）

の
整
備
を
行
う
事
業
に
係
る
補
助
と
す
る
。

７
　
法
附
則
第
十
五
条
の
九
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
証
明
が
さ
れ
た
住
宅
は
、

当
該
住
宅
が
国
土
交
通
大
臣
が
総
務
大
臣
と
協
議
し
て

定
め
る
政
令
附
則
第
十
二
条
第
十
九
項
に
掲
げ
る
基
準

に
適
合
す
る
旨
を
証
す
る
書
類
を
法
附
則
第
十
五
条
の

九
第
一
項
に
規
定
す
る
耐
震
改
修
が
行
わ
れ
た
住
宅
に

つ
き
同
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
べ
き
旨
の
申
告
の
際

に
市
町
村
長
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
証
明
が
さ
れ
た

住
宅
と
す
る
。

８
　
政
令
附
則
第
十
二
条
第
二
十
項
第
三
号
に
規
定
す
る

総
務
省
令
で
定
め
る
部
分
は
、
共
同
住
宅
等
で
あ
る
耐

震
基
準
適
合
住
宅
の
次
に
掲
げ
る
部
分
と
す
る
。

一
　
建
物
の
区
分
所
有
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一

項
に
規
定
す
る
建
物
の
部
分
に
相
当
す
る
部
分

二
　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
共
同
住
宅
等
の
壁

で
区
画
さ
れ
た
部
分
で
住
戸
（
寄
宿
舎
の
寝
室
そ
の

他
こ
れ
に
類
す
る
共
同
住
宅
等
の
部
分
を
含
む
。
）

で
あ
る
も
の

９
　
法
附
則
第
十
五
条
の
九
第
六
項
に
規
定
す
る
総
務
省

令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。
た

だ
し
、
同
項
に
規
定
す
る
納
税
義
務
者
が
同
項
に
規
定

す
る
申
告
書
に
当
該
納
税
義
務
者
の
個
人
番
号
（
当
該

書
類
を
提
出
す
る
者
の
個
人
番
号
に
限
る
。
次
項
及
び

第
十
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
記
載
し
て
提
出
し
た

と
き
は
、
第
一
号
の
書
類
は
、
添
付
す
る
こ
と
を
要
し

な
い
。

一
　
法
附
則
第
十
五
条
の
九
第
六
項
に
規
定
す
る
納
税

義
務
者
の
住
民
票
の
写
し

二
　
次
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に

定
め
る
書
類

イ
　
政
令
附
則
第
十
二
条
第
二
十
三
項
第
一
号
に
掲

げ
る
者
　
そ
の
者
の
住
民
票
の
写
し

ロ
　
政
令
附
則
第
十
二
条
第
二
十
三
項
第
二
号
に
掲

げ
る
者
　
そ
の
者
の
介
護
保
険
法
第
十
二
条
第
三

項
に
規
定
す
る
被
保
険
者
証
の
写
し

ハ
　
政
令
附
則
第
十
二
条
第
二
十
三
項
第
三
号
に
掲

げ
る
者
　
同
号
に
該
当
す
る
旨
を
証
す
る
書
類
の

写
し

三
　
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
書
類

イ
　
法
附
則
第
十
五
条
の
九
第
四
項
に
規
定
す
る
居

住
安
全
改
修
工
事
に
係
る
明
細
書
（
当
該
居
住
安

全
改
修
工
事
の
内
容
及
び
費
用
を
確
認
す
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
に
限
る
。
）
、
当
該
居
住
安
全
改
修

工
事
が
行
わ
れ
た
箇
所
を
撮
影
し
た
写
真
及
び
工

事
費
用
を
支
払
つ
た
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で

き
る
領
収
証

ロ
　
法
附
則
第
十
五
条
の
九
第
四
項
に
規
定
す
る
居

住
安
全
改
修
工
事
が
行
わ
れ
た
旨
を
証
す
る
書
類

四
　
政
令
附
則
第
十
二
条
第
二
十
四
項
に
規
定
す
る
補

助
金
等
の
交
付
、
居
宅
介
護
住
宅
改
修
費
の
給
付
又

は
介
護
予
防
住
宅
改
修
費
の
給
付
を
受
け
る
場
合
に

は
、
当
該
補
助
金
等
の
交
付
決
定
、
居
宅
介
護
住
宅

改
修
費
の
給
付
決
定
又
は
介
護
予
防
住
宅
改
修
費
に

係
る
給
付
決
定
を
受
け
た
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
る
書
類

五
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
市
町
村
長
が
必

要
と
認
め
る
書
類

10
　
法
附
則
第
十
五
条
の
九
第
十
一
項
に
規
定
す
る
総
務

省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

た
だ
し
、
同
項
に
規
定
す
る
納
税
義
務
者
が
同
項
に
規

定
す
る
申
告
書
に
当
該
納
税
義
務
者
の
個
人
番
号
を
記

載
し
て
提
出
し
た
と
き
は
、
第
一
号
の
書
類
は
、
添
付

す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

一
　
法
附
則
第
十
五
条
の
九
第
十
一
項
に
規
定
す
る
納

税
義
務
者
の
住
民
票
の
写
し

二
　
法
附
則
第
十
五
条
の
九
第
九
項
に
規
定
す
る
熱
損

失
防
止
改
修
工
事
等
が
行
わ
れ
た
旨
を
証
す
る
国
土

交
通
大
臣
が
総
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
書
類

三
　
政
令
附
則
第
十
二
条
第
三
十
一
項
に
規
定
す
る
補

助
金
等
の
交
付
を
受
け
る
場
合
に
は
、
当
該
補
助
金

等
の
交
付
決
定
を
受
け
た
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
る
書
類

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
市
町
村
長
が
必

要
と
認
め
る
書
類

11
　
法
附
則
第
十
五
条
の
九
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
総

務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す

る
。

一
　
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施

行
規
則
第
六
条
、
第
九
条
又
は
第
十
五
条
に
規
定
す

る
通
知
書
の
写
し

二
　
法
附
則
第
十
五
条
の
九
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る

耐
震
改
修
が
行
わ
れ
た
旨
及
び
当
該
住
宅
が
認
定
長

期
優
良
住
宅
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
旨
を
証
す

る
国
土
交
通
大
臣
が
総
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る

書
類

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
市
町
村
長
が
必

要
と
認
め
る
書
類

12
　
法
附
則
第
十
五
条
の
九
の
二
第
六
項
に
規
定
す
る
総

務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す

る
。
た
だ
し
、
同
項
に
規
定
す
る
納
税
義
務
者
が
同
項

に
規
定
す
る
申
告
書
に
当
該
納
税
義
務
者
の
個
人
番
号

を
記
載
し
て
提
出
し
た
と
き
は
、
第
一
号
の
書
類
は
、

添
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

一
　
法
附
則
第
十
五
条
の
九
の
二
第
六
項
に
規
定
す
る

納
税
義
務
者
の
住
民
票
の
写
し

二
　
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施

行
規
則
第
六
条
、
第
九
条
又
は
第
十
五
条
に
規
定
す

る
通
知
書
の
写
し

三
　
法
附
則
第
十
五
条
の
九
第
九
項
に
規
定
す
る
熱
損

失
防
止
改
修
工
事
等
が
行
わ
れ
た
旨
及
び
法
附
則
第

十
五
条
の
九
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
住
宅
又
は
同

条
第
五
項
に
規
定
す
る
区
分
所
有
に
係
る
家
屋
の
専

有
部
分
が
認
定
長
期
優
良
住
宅
に
該
当
す
る
こ
と
と

な
つ
た
旨
を
証
す
る
国
土
交
通
大
臣
が
総
務
大
臣
と

協
議
し
て
定
め
る
書
類

四
　
政
令
附
則
第
十
二
条
第
三
十
一
項
に
規
定
す
る
補

助
金
等
の
交
付
を
受
け
る
場
合
に
は
、
当
該
補
助
金

等
の
交
付
決
定
を
受
け
た
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
る
書
類

五
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
市
町
村
長
が
必

要
と
認
め
る
書
類

13
　
第
九
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
市

町
村
長
は
、
当
該
書
類
に
よ
り
証
明
す
べ
き
事
実
を
公

簿
等
に
よ
つ
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
当

該
書
類
を
省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

14
　
政
令
附
則
第
十
二
条
第
四
十
八
項
第
二
号
イ
に
規
定

す
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
修
繕
に
関
す
る
長
期
の
計
画
で
総

務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適

正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年

国
土
交
通
省
令
第
百
十
号
）
第
一
条
の
二
第
一
項
第
二

号
に
規
定
す
る
長
期
修
繕
計
画
と
す
る
。

15
　
政
令
附
則
第
十
二
条
第
四
十
八
項
第
二
号
ロ
に
規
定

す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
部
分
は
、
前
項
に
規
定
す
る

長
期
修
繕
計
画
に
基
づ
き
算
定
さ
れ
た
修
繕
積
立
金
の

額
に
係
る
部
分
と
す
る
。

16
　
法
附
則
第
十
五
条
の
九
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
マ

ン
シ
ョ
ン
の
建
物
の
外
壁
に
つ
い
て
行
う
修
繕
又
は
模

様
替
を
含
む
大
規
模
な
工
事
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も

の
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
総
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め

る
工
事
と
す
る
。

17
　
法
附
則
第
十
五
条
の
九
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
総

務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す

る
。

一
　
法
附
則
第
十
五
条
の
九
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る

工
事
が
行
わ
れ
た
旨
を
証
す
る
国
土
交
通
大
臣
が
総

務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
書
類

二
　
政
令
附
則
第
十
二
条
第
四
十
八
項
第
一
号
イ
に
該

当
す
る
旨
を
証
す
る
国
土
交
通
大
臣
が
総
務
大
臣
と

協
議
し
て
定
め
る
書
類

三
　
政
令
附
則
第
十
二
条
第
四
十
八
項
第
一
号
ロ
に
該

当
す
る
旨
を
証
す
る
書
類

四
　
次
に
掲
げ
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

ぞ
れ
次
に
定
め
る
書
類

イ
　
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す

る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
第

五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
助
言
又
は
指
導

を
受
け
た
同
項
に
規
定
す
る
管
理
組
合
の
管
理
者

等
に
係
る
マ
ン
シ
ョ
ン
　
政
令
附
則
第
十
二
条
第

四
十
八
項
第
二
号
イ
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る

旨
を
証
す
る
国
土
交
通
大
臣
が
総
務
大
臣
と
協
議

し
て
定
め
る
書
類

ロ
　
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す

る
法
律
第
五
条
の
八
に
規
定
す
る
管
理
計
画
認
定

マ
ン
シ
ョ
ン
　
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の

推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
一
条
の
六
又
は

第
一
条
の
十
一
に
規
定
す
る
通
知
書
の
写
し
及
び

政
令
附
則
第
十
二
条
第
四
十
八
項
第
二
号
ロ
に
定

め
る
要
件
に
該
当
す
る
旨
を
証
す
る
国
土
交
通
大

臣
が
総
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
書
類

五
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
市
町
村
長
が
必

要
と
認
め
る
書
類

18
　
法
附
則
第
十
五
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
政
府
の

補
助
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
建
築
物
耐
震
対

策
緊
急
促
進
事
業
の
う
ち
耐
震
改
修
を
行
う
事
業
に
係

る
補
助
と
す
る
。

19
　
法
附
則
第
十
五
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
証
明
が
さ
れ
た
家
屋
は
、

当
該
家
屋
が
国
土
交
通
大
臣
が
総
務
大
臣
と
協
議
し
て

定
め
る
政
令
附
則
第
十
二
条
第
十
九
項
に
掲
げ
る
基
準

に
適
合
す
る
旨
を
証
す
る
書
類
を
法
附
則
第
十
五
条
の

九
第
一
項
に
規
定
す
る
耐
震
改
修
が
行
わ
れ
た
家
屋
に

つ
き
法
附
則
第
十
五
条
の
十
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が

あ
る
べ
き
旨
の
申
告
の
際
に
市
町
村
長
に
提
出
す
る
こ

と
に
よ
り
証
明
が
さ
れ
た
家
屋
と
す
る
。

20
　
政
令
附
則
第
十
二
条
の
規
定
の
う
ち
次
の
表
の
上
欄

に
掲
げ
る
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中

同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
お
け
る
床
面
積
の
算
定

に
関
し
て
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
も

の
と
す
る
。

政

令

附

則

第

十

二

条

第

一
人

の

居

住

の

用

に

供

す

る

た

め

に

独

立

的

に

区

画

さ

れ
併
用
住
宅
（
そ
の
一
部
を
人
の
居
住
の

用
に
供
す
る
家
屋
を
い
う
。
以
下
こ
の

表
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
あ
つ
て
は
、

当
該
独
立
的
に
区
画
さ
れ
た
家
屋
の
一

の
部
分
の
床
面
積
の
う
ち
人
の
居
住
の

用
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
と
し
、
ま

た
、
共
同
住
宅
等
（
政
令
附
則
第
十
二
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項

第

八
号

た

家

屋

の

一

の

部

分

で

そ

の

床

面
積

条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
共
同
住

宅
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
共
同
の
用
に
供
さ
れ
る
部

分
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
部
分
の
床
面

積
を
、
こ
れ
を
共
用
す
べ
き
独
立
的
に

区
画
さ
れ
た
各
部
分
の
床
面
積
の
割
合

に
よ
り
配
分
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
各
部

分
の
床
面
積
に
算
入
す
る
。

政

令

附

則

第

十

二

条

第

一

項

第

九
号

人

の

居

住

の

用

に

供

す

る

専

有

部

分

で

そ

の

床

面
積

併
用
住
宅
に
あ
つ
て
は
、
当
該
専
有
部

分
の
う
ち
そ
の
人
の
居
住
の
用
に
供
す

る
部
分
の
床
面
積
と
し
、
ま
た
、
区
分

所
有
に
係
る
家
屋
に
共
用
部
分
が
あ
る

と
き
は
、
そ
の
部
分
の
床
面
積
を
、
こ

れ
を
共
用
す
べ
き
各
区
分
所
有
者
の
専

有
部
分
の
床
面
積
の
割
合
に
よ
り
配
分

し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
各
区
分
所
有
者
の

専
有
部
分
の
床
面
積
に
算
入
す
る
。

政

令

附

則

第

十

二

条

第

一

項

第

十

二

号

サ

ー

ビ

ス

付

き

高

齢

者

向

け

住

宅

事

業

に

係

る

住

居

と

し

て

貸

家

の

用

に

供

す

る

た

め

に

独

立

的

に

区

画

さ

れ

た

サ

ー

ビ

ス

付

き

高

齢

者

向

け

貸

家

住

宅

の

一

の

部

分

で

そ

の

床
面
積

併
用
住
宅
に
あ
つ
て
は
、
当
該
独
立
的

に
区
画
さ
れ
た
政
令
附
則
第
十
二
条
第

一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
サ
ー
ビ
ス
付

き
高
齢
者
向
け
貸
家
住
宅
の
一
の
部
分

の
床
面
積
の
う
ち
同
項
第
十
一
号
に
規

定
す
る
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住

宅
事
業
に
係
る
住
居
と
し
て
貸
家
の
用

に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
と
し
、
ま
た

、
共
同
住
宅
等
に
共
同
の
用
に
供
さ
れ

る
部
分
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
部
分
の

床
面
積
を
、
こ
れ
を
共
用
す
べ
き
独
立

的
に
区
画
さ
れ
た
各
部
分
の
床
面
積
の

割
合
に
よ
り
配
分
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

各
部
分
の
床
面
積
に
算
入
す
る
。

政

令

附

則

第

十

二

条

第

二

項

人

の

居

住

の

用

に

供

す

る

部

分

（
別
荘
の

用

に

供

す

る

部
共
同
住
宅
等
に
共
同
の
用
に
供
さ
れ
る

部
分
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
部
分
の
床

面
積
を
、
こ
れ
を
共
用
す
べ
き
独
立
的

に
区
画
さ
れ
た
各
部
分
の
床
面
積
の
割

合
に
よ
り
配
分
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
各

部
分
の
床
面
積
に
算
入
す
る
。

分

を

除

く
。
）
の

床
面
積

政

令

附

則

第

十

二

条

第

三

項

第

一
号

床
面
積

併
用
住
宅
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
人
の
居

住
の
用
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
と
す

る
。

政

令

附

則

第

十

二

条

第

四

項

第

一

号

ロ

当

該

居

住

用

専

有

部

分

の

床

面

積

区
分
所
有
に
係
る
住
宅
（
政
令
附
則
第

十
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
住

宅
を
い
う
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
共
用
部
分
が
あ
る
と
き
は
、

そ
の
部
分
の
床
面
積
を
、
こ
れ
を
共
用

す
べ
き
各
区
分
所
有
者
の
専
有
部
分
の

床
面
積
の
割
合
に
よ
り
配
分
し
て
、
そ

れ
ぞ
れ
の
各
区
分
所
有
者
の
専
有
部
分

の
床
面
積
に
算
入
す
る
。

政

令

附

則

第

十

二

条

第

十

二

項

第

二

号
ロ

貸

家

の

用

に

供

す

る

部

分

（

別

荘

の

用

に

供

す

る

部

分

を
除
く
。

次

項

及

び

第

十

四

項

に

お

い

て

同
じ
。
）

の

床

面

積

共
同
住
宅
等
に
共
同
の
用
に
供
さ
れ
る

部
分
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
部
分
の
床

面
積
を
、
こ
れ
を
共
用
す
べ
き
独
立
的

に
区
画
さ
れ
た
各
部
分
の
床
面
積
の
割

合
に
よ
り
配
分
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
各

部
分
の
床
面
積
に
算
入
す
る
。

政

令

附

則

第

十

二

条

第

十

三

項

第

一

号
ロ

当

該

高

齢

者

向

け

貸

家

用

専

有

部

分

の

床
面
積

政
令
附
則
第
十
二
条
第
一
項
第
十
一
号

に
規
定
す
る
区
分
所
有
に
係
る
サ
ー
ビ

ス
付
き
高
齢
者
向
け
貸
家
住
宅
に
共
用

部
分
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
部
分
の
床

面
積
を
、
こ
れ
を
共
用
す
べ
き
各
区
分

所
有
者
の
専
有
部
分
の
床
面
積
の
割
合

に
よ
り
配
分
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
各
区

分
所
有
者
の
専
有
部
分
の
床
面
積
に
算

入
す
る
。

政

令

附

則

第

十
専

有

部

分

の

床

面
積

共
同
住
宅
等
に
共
同
の
用
に
供
さ
れ
る

部
分
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
部
分
の
床

面
積
を
、
こ
れ
を
共
用
す
べ
き
各
専
有

二

条

第

十

六

項

第

一

号

イ

及

び

ロ

部
分
の
床
面
積
の
割
合
に
よ
り
配
分
し

て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
各
部
分
の
床
面
積
に

算
入
す
る
。

政

令

附

則

第

十

二

条

第

十

六

項

第

二

号
イ

特

定

居

住

用

部

分

の

床

面
積

共
同
住
宅
等
に
共
同
の
用
に
供
さ
れ
る

部
分
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
部
分
の
床

面
積
を
、
こ
れ
を
共
用
す
べ
き
各
特
定

居
住
用
部
分
の
床
面
積
の
割
合
に
よ
り

配
分
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
各
部
分
の
床

面
積
に
算
入
す
る
。

政

令

附

則

第

十

二

条

第

十

六

項

第

二

号
ロ

特

定

居

住

用

部

分

の

床

面
積

共
同
住
宅
等
に
共
同
の
用
に
供
さ
れ
る

部
分
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
部
分
の
床

面
積
を
、
こ
れ
を
共
用
す
べ
き
各
特
定

居
住
用
部
分
の
床
面
積
の
割
合
に
よ
り

配
分
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
各
部
分
の
床

面
積
に
算
入
す
る
。

専

有

部

分

の

床

面
積

共
同
住
宅
等
に
共
同
の
用
に
供
さ
れ
る

部
分
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
部
分
の
床

面
積
を
、
こ
れ
を
共
用
す
べ
き
各
専
有

部
分
の
床
面
積
の
割
合
に
よ
り
配
分
し

て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
各
部
分
の
床
面
積
に

算
入
す
る
。

政

令

附

則

第

十

二

条

第

十

六

項

第

三

号
イ

特

定

居

住

用

部

分

以

外

の

部

分

の

床

面

積

共
同
住
宅
等
に
共
同
の
用
に
供
さ
れ
る

部
分
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
部
分
の
床

面
積
を
、
こ
れ
を
共
用
す
べ
き
各
特
定

居
住
用
部
分
以
外
の
部
分
の
床
面
積
の

割
合
に
よ
り
配
分
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

各
部
分
の
床
面
積
に
算
入
す
る
。

特

定

居

住

用

部

分

の

床

面
積

共
同
住
宅
等
に
共
同
の
用
に
供
さ
れ
る

部
分
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
部
分
の
床

面
積
を
、
こ
れ
を
共
用
す
べ
き
各
特
定

居
住
用
部
分
の
床
面
積
の
割
合
に
よ
り

配
分
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
各
部
分
の
床

面
積
に
算
入
す
る
。

政

令

附

則

第

十
特

定

居

住

用

部

分

以

外
共
同
住
宅
等
に
共
同
の
用
に
供
さ
れ
る

部
分
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
部
分
の
床

面
積
を
、
こ
れ
を
共
用
す
べ
き
各
特
定

二

条

第

十

六

項

第

三

号
ロ

の

部

分

の

床

面

積

居
住
用
部
分
以
外
の
部
分
の
床
面
積
の

割
合
に
よ
り
配
分
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

各
部
分
の
床
面
積
に
算
入
す
る
。

専

有

部

分

の

床

面
積

共
同
住
宅
等
に
共
同
の
用
に
供
さ
れ
る

部
分
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
部
分
の
床

面
積
を
、
こ
れ
を
共
用
す
べ
き
各
専
有

部
分
の
床
面
積
の
割
合
に
よ
り
配
分
し

て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
各
部
分
の
床
面
積
に

算
入
す
る
。

特

定

居

住

用

部

分

の

床

面
積

共
同
住
宅
等
に
共
同
の
用
に
供
さ
れ
る

部
分
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
部
分
の
床

面
積
を
、
こ
れ
を
共
用
す
べ
き
各
特
定

居
住
用
部
分
の
床
面
積
の
割
合
に
よ
り

配
分
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
各
部
分
の
床

面
積
に
算
入
す
る
。

政

令

附

則

第

十

二

条

第

十

六

項

第

四

号
ロ

専

有

部

分

の

床

面
積

共
同
住
宅
等
に
共
同
の
用
に
供
さ
れ
る

部
分
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
部
分
の
床

面
積
を
、
こ
れ
を
共
用
す
べ
き
各
専
有

部
分
の
床
面
積
の
割
合
に
よ
り
配
分
し

て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
各
部
分
の
床
面
積
に

算
入
す
る
。

政

令

附

則

第

十

二

条

第

二

十

項

第

三

号

一

の

独

立

区

画

部

分

（
人
の
居

住

の

用

に

供

す

る

た

め

に

独

立

的

に

区

画

さ

れ

た

部

分

と

し

て

総

務

省

令

で

定

め

る

部

分

を

い

う

。

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

同
共
同
住
宅
等
に
共
同
の
用
に
供
さ
れ
る

部
分
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
部
分
の
床

面
積
を
、
こ
れ
を
共
用
す
べ
き
各
独
立

区
画
部
分
の
床
面
積
の
割
合
に
よ
り
配

分
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
各
部
分
の
床
面

積
に
算
入
す
る
。
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じ
。
）
の

床
面
積

政

令

附

則

第

十

二

条

第

二

十

一

項

第

一

号

ロ

一

の

独

立

区

画

部

分

の

床
面
積

共
同
住
宅
等
に
共
同
の
用
に
供
さ
れ
る

部
分
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
部
分
の
床

面
積
を
、
こ
れ
を
共
用
す
べ
き
各
独
立

区
画
部
分
の
床
面
積
の
割
合
に
よ
り
配

分
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
各
部
分
の
床
面

積
に
算
入
す
る
。

政

令

附

則

第

十

二

条

第

二

十

一

項

第

二

号

イ

人

の

居

住

の

用

に

供

す

る

部

分

の

床

面

積

共
同
住
宅
等
に
共
同
の
用
に
供
さ
れ
る

部
分
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
部
分
の
床

面
積
を
、
こ
れ
を
共
用
す
べ
き
各
人
の

居
住
の
用
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の

割
合
に
よ
り
配
分
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

各
部
分
の
床
面
積
に
算
入
す
る
。

　

居

住

用

専

有

部

分

の

床

面
積

共
同
住
宅
等
に
共
同
の
用
に
供
さ
れ
る

部
分
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
部
分
の
床

面
積
を
、
こ
れ
を
共
用
す
べ
き
各
居
住

用
専
有
部
分
の
床
面
積
の
割
合
に
よ
り

配
分
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
各
部
分
の
床

面
積
に
算
入
す
る
。

政

令

附

則

第

十

二

条

第

二

十

一

項

第

二

号

ロ

人

の

居

住

の

用

に

供

す

る

部

分

の

床

面

積

共
同
住
宅
等
に
共
同
の
用
に
供
さ
れ
る

部
分
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
部
分
の
床

面
積
を
、
こ
れ
を
共
用
す
べ
き
各
人
の

居
住
の
用
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の

割
合
に
よ
り
配
分
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

各
部
分
の
床
面
積
に
算
入
す
る
。

　

居

住

専

有

独

立

部

分

の

床
面
積

共
同
住
宅
等
に
共
同
の
用
に
供
さ
れ
る

部
分
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
部
分
の
床

面
積
を
、
こ
れ
を
共
用
す
べ
き
各
居
住

専
有
独
立
部
分
の
床
面
積
の
割
合
に
よ

り
配
分
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
各
部
分
の

床
面
積
に
算
入
す
る
。

　

居

住

用

専

有

部

分

の

床

面
積

共
同
住
宅
等
に
共
同
の
用
に
供
さ
れ
る

部
分
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
部
分
の
床

面
積
を
、
こ
れ
を
共
用
す
べ
き
各
居
住

用
専
有
部
分
の
床
面
積
の
割
合
に
よ
り

配
分
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
各
部
分
の
床

面
積
に
算
入
す
る
。

政

令

附

則

第

十

二

条

第

二

十

八

項

第

二
号

特

定

居

住

用

部

分

の

床

面
積

共
同
住
宅
等
に
共
同
の
用
に
供
さ
れ
る

部
分
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
部
分
の
床

面
積
を
、
こ
れ
を
共
用
す
べ
き
各
特
定

居
住
用
部
分
の
床
面
積
の
割
合
に
よ
り

配
分
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
各
部
分
の
床

面
積
に
算
入
す
る
。

政

令

附

則

第

十

二

条

第

二

十

九

項

特

定

居

住

用

部

分

の

床

面
積

共
同
住
宅
等
に
共
同
の
用
に
供
さ
れ
る

部
分
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
部
分
の
床

面
積
を
、
こ
れ
を
共
用
す
べ
き
各
特
定

居
住
用
部
分
の
床
面
積
の
割
合
に
よ
り

配
分
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
各
部
分
の
床

面
積
に
算
入
す
る
。

　

高

齢

者

等

居

住

改

修

専

有

部

分

の

床

面

積

共
同
住
宅
等
に
共
同
の
用
に
供
さ
れ
る

部
分
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
部
分
の
床

面
積
を
、
こ
れ
を
共
用
す
べ
き
各
高
齢

者
等
居
住
改
修
専
有
部
分
の
床
面
積
の

割
合
に
よ
り
配
分
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

各
部
分
の
床
面
積
に
算
入
す
る
。

政

令

附

則

第

十

二

条

第

三

十

五

項

第

二
号

特

定

居

住

用

部

分

の

床

面
積

共
同
住
宅
等
に
共
同
の
用
に
供
さ
れ
る

部
分
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
部
分
の
床

面
積
を
、
こ
れ
を
共
用
す
べ
き
各
特
定

居
住
用
部
分
の
床
面
積
の
割
合
に
よ
り

配
分
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
各
部
分
の
床

面
積
に
算
入
す
る
。

政

令

附

則

第

十

二

条

第

三

十

六

項

特

定

居

住

用

部

分

の

床

面
積

共
同
住
宅
等
に
共
同
の
用
に
供
さ
れ
る

部
分
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
部
分
の
床

面
積
を
、
こ
れ
を
共
用
す
べ
き
各
特
定

居
住
用
部
分
の
床
面
積
の
割
合
に
よ
り

配
分
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
各
部
分
の
床

面
積
に
算
入
す
る
。

　

熱

損

失

防

止

改

修

等

専

有

部

分

の

床

面

積

共
同
住
宅
等
に
共
同
の
用
に
供
さ
れ
る

部
分
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
部
分
の
床

面
積
を
、
こ
れ
を
共
用
す
べ
き
各
熱
損

失
防
止
改
修
等
専
有
部
分
の
床
面
積
の

割
合
に
よ
り
配
分
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

各
部
分
の
床
面
積
に
算
入
す
る
。

政

令

附

則

第

十

二

条

第

三

十

八

項

第

一
号

床
面
積

併
用
住
宅
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
人
の
居

住
の
用
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
と
す

る
。

政

令

附

則

第

十

二

条

第

三

十

九

項

第

三
号

一

の

独

立

区

画

部

分

の

床
面
積

共
同
住
宅
等
に
共
同
の
用
に
供
さ
れ
る

部
分
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
部
分
の
床

面
積
を
、
こ
れ
を
共
用
す
べ
き
各
独
立

区
画
部
分
の
床
面
積
の
割
合
に
よ
り
配

分
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
各
部
分
の
床
面

積
に
算
入
す
る
。

政

令

附

則

第

十

二

条

第

四

十

項

第

一

号
ロ

一

の

独

立

区

画

部

分

の

床
面
積

共
同
住
宅
等
に
共
同
の
用
に
供
さ
れ
る

部
分
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
部
分
の
床

面
積
を
、
こ
れ
を
共
用
す
べ
き
各
独
立

区
画
部
分
の
床
面
積
の
割
合
に
よ
り
配

分
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
各
部
分
の
床
面

積
に
算
入
す
る
。

政

令

附

則

第

十

二

条

第

四

十

項

第

二

号
イ

人

の

居

住

の

用

に

供

す

る

部

分

の

床

面

積

共
同
住
宅
等
に
共
同
の
用
に
供
さ
れ
る

部
分
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
部
分
の
床

面
積
を
、
こ
れ
を
共
用
す
べ
き
各
人
の

居
住
の
用
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の

割
合
に
よ
り
配
分
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

各
部
分
の
床
面
積
に
算
入
す
る
。

居

住

用

専

有

部

分

の

床

面
積

共
同
住
宅
等
に
共
同
の
用
に
供
さ
れ
る

部
分
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
部
分
の
床

面
積
を
、
こ
れ
を
共
用
す
べ
き
各
居
住

用
専
有
部
分
の
床
面
積
の
割
合
に
よ
り

配
分
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
各
部
分
の
床

面
積
に
算
入
す
る
。

政

令

附

則

第

十

二

条

第

四

十

項

第

二

号
ロ

人

の

居

住

の

用

に

供

す

る

部

分

の

床

面

積

共
同
住
宅
等
に
共
同
の
用
に
供
さ
れ
る

部
分
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
部
分
の
床

面
積
を
、
こ
れ
を
共
用
す
べ
き
各
人
の

居
住
の
用
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の

割
合
に
よ
り
配
分
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

各
部
分
の
床
面
積
に
算
入
す
る
。

居

住

専

有

独

立

部

分

の

床
面
積

共
同
住
宅
等
に
共
同
の
用
に
供
さ
れ
る

部
分
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
部
分
の
床

面
積
を
、
こ
れ
を
共
用
す
べ
き
各
居
住

専
有
独
立
部
分
の
床
面
積
の
割
合
に
よ

り
配
分
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
各
部
分
の

床
面
積
に
算
入
す
る
。

居

住

用

専

有

部

分

の

床

面
積

共
同
住
宅
等
に
共
同
の
用
に
供
さ
れ
る

部
分
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
部
分
の
床

面
積
を
、
こ
れ
を
共
用
す
べ
き
各
居
住

用
専
有
部
分
の
床
面
積
の
割
合
に
よ
り

配
分
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
各
部
分
の
床

面
積
に
算
入
す
る
。

政

令

附

則

第

十

二

条

第

四

十

五

項

第

二
号

特

定

居

住

用

部

分

の

床

面
積

共
同
住
宅
等
に
共
同
の
用
に
供
さ
れ
る

部
分
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
部
分
の
床

面
積
を
、
こ
れ
を
共
用
す
べ
き
各
特
定

居
住
用
部
分
の
床
面
積
の
割
合
に
よ
り

配
分
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
各
部
分
の
床

面
積
に
算
入
す
る
。

政

令

附

則

第

十

二

条

第

四

十

六

項

特

定

居

住

用

部

分

の

床

面
積

共
同
住
宅
等
に
共
同
の
用
に
供
さ
れ
る

部
分
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
部
分
の
床

面
積
を
、
こ
れ
を
共
用
す
べ
き
各
特
定

居
住
用
部
分
の
床
面
積
の
割
合
に
よ
り

配
分
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
各
部
分
の
床

面
積
に
算
入
す
る
。

特

定

熱

損

失

防

止

改

修

等

住

宅

専

有

部

分

の

床

面
積

共
同
住
宅
等
に
共
同
の
用
に
供
さ
れ
る

部
分
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
部
分
の
床

面
積
を
、
こ
れ
を
共
用
す
べ
き
各
特
定

熱
損
失
防
止
改
修
等
住
宅
専
有
部
分
の

床
面
積
の
割
合
に
よ
り
配
分
し
て
、
そ

れ
ぞ
れ
の
各
部
分
の
床
面
積
に
算
入
す

る
。

政

令

附

則

第

十

二

条

第

四

十

九

項

第

一
号

人

の

居

住

の

用

に

供

す

る

部

分

の

床

面

積

共
同
住
宅
等
に
共
同
の
用
に
供
さ
れ
る

部
分
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
部
分
の
床

面
積
を
、
こ
れ
を
共
用
す
べ
き
各
人
の

居
住
の
用
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の

割
合
に
よ
り
配
分
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

各
部
分
の
床
面
積
に
算
入
す
る
。

居

住

用

専

有

部

分

の

床

面
積

共
同
住
宅
等
に
共
同
の
用
に
供
さ
れ
る

部
分
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
部
分
の
床

面
積
を
、
こ
れ
を
共
用
す
べ
き
各
居
住

用
専
有
部
分
の
床
面
積
の
割
合
に
よ
り
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配
分
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
各
部
分
の
床

面
積
に
算
入
す
る
。

政

令

附

則

第

十

二

条

第

四

十

九

項

第

二
号

人

の

居

住

の

用

に

供

す

る

部

分

の

床

面

積

共
同
住
宅
等
に
共
同
の
用
に
供
さ
れ
る

部
分
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
部
分
の
床

面
積
を
、
こ
れ
を
共
用
す
べ
き
各
人
の

居
住
の
用
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の

割
合
に
よ
り
配
分
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

各
部
分
の
床
面
積
に
算
入
す
る
。

居

住

専

有

独

立

部

分

の

床
面
積

共
同
住
宅
等
に
共
同
の
用
に
供
さ
れ
る

部
分
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
部
分
の
床

面
積
を
、
こ
れ
を
共
用
す
べ
き
各
居
住

専
有
独
立
部
分
の
床
面
積
の
割
合
に
よ

り
配
分
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
各
部
分
の

床
面
積
に
算
入
す
る
。

居

住

用

専

有

部

分

の

床

面
積

共
同
住
宅
等
に
共
同
の
用
に
供
さ
れ
る

部
分
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
部
分
の
床

面
積
を
、
こ
れ
を
共
用
す
べ
き
各
居
住

用
専
有
部
分
の
床
面
積
の
割
合
に
よ
り

配
分
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
各
部
分
の
床

面
積
に
算
入
す
る
。

政

令

附

則

第

十

二

条

第

五

十

項

第

一

号
ハ

一

の

独

立

区

画

部

分

の

床
面
積

共
同
住
宅
等
に
共
同
の
用
に
供
さ
れ
る

部
分
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
部
分
の
床

面
積
を
、
こ
れ
を
共
用
す
べ
き
各
独
立

区
画
部
分
の
床
面
積
の
割
合
に
よ
り
配

分
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
各
部
分
の
床
面

積
に
算
入
す
る
。

政

令

附

則

第

十

二

条

第

五

十

項

第

二

号
ロ

居

住

用

専

有

部

分

の

床

面
積

共
同
住
宅
等
に
共
同
の
用
に
供
さ
れ
る

部
分
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
部
分
の
床

面
積
を
、
こ
れ
を
共
用
す
べ
き
各
居
住

用
専
有
部
分
の
床
面
積
の
割
合
に
よ
り

配
分
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
各
部
分
の
床

面
積
に
算
入
す
る
。

人

の

居

住

の

用

に

供

す

る

部

分

の

床

面

積

共
同
住
宅
等
に
共
同
の
用
に
供
さ
れ
る

部
分
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
部
分
の
床

面
積
を
、
こ
れ
を
共
用
す
べ
き
各
人
の

居
住
の
用
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の

割
合
に
よ
り
配
分
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

各
部
分
の
床
面
積
に
算
入
す
る
。

政

令

附

則
居

住

用

専

有

部
共
同
住
宅
等
に
共
同
の
用
に
供
さ
れ
る

部
分
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
部
分
の
床

第

十

二

条

第

五

十

項

第

二

号
ハ

分

の

床

面
積

面
積
を
、
こ
れ
を
共
用
す
べ
き
各
居
住

用
専
有
部
分
の
床
面
積
の
割
合
に
よ
り

配
分
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
各
部
分
の
床

面
積
に
算
入
す
る
。

人

の

居

住

の

用

に

供

す

る

部

分

の

床

面

積

共
同
住
宅
等
に
共
同
の
用
に
供
さ
れ
る

部
分
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
部
分
の
床

面
積
を
、
こ
れ
を
共
用
す
べ
き
各
人
の

居
住
の
用
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の

割
合
に
よ
り
配
分
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

各
部
分
の
床
面
積
に
算
入
す
る
。

居

住

専

有

独

立

部

分

の

床
面
積

共
同
住
宅
等
に
共
同
の
用
に
供
さ
れ
る

部
分
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
部
分
の
床

面
積
を
、
こ
れ
を
共
用
す
べ
き
各
居
住

専
有
独
立
部
分
の
床
面
積
の
割
合
に
よ

り
配
分
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
各
部
分
の

床
面
積
に
算
入
す
る
。

政

令

附

則

第

十

二

条

第

五

十

一

項

第

一

号

ハ

一

の

独

立

区

画

部

分

の

床
面
積

共
同
住
宅
等
に
共
同
の
用
に
供
さ
れ
る

部
分
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
部
分
の
床

面
積
を
、
こ
れ
を
共
用
す
べ
き
各
独
立

区
画
部
分
の
床
面
積
の
割
合
に
よ
り
配

分
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
各
部
分
の
床
面

積
に
算
入
す
る
。

政

令

附

則

第

十

二

条

第

五

十

一

項

第

二

号

ロ

居

住

用

専

有

部

分

の

床

面
積

共
同
住
宅
等
に
共
同
の
用
に
供
さ
れ
る

部
分
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
部
分
の
床

面
積
を
、
こ
れ
を
共
用
す
べ
き
各
居
住

用
専
有
部
分
の
床
面
積
の
割
合
に
よ
り

配
分
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
各
部
分
の
床

面
積
に
算
入
す
る
。

人

の

居

住

の

用

に

供

す

る

部

分

の

床

面

積

共
同
住
宅
等
に
共
同
の
用
に
供
さ
れ
る

部
分
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
部
分
の
床

面
積
を
、
こ
れ
を
共
用
す
べ
き
各
人
の

居
住
の
用
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の

割
合
に
よ
り
配
分
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

各
部
分
の
床
面
積
に
算
入
す
る
。

政

令

附

則

第

十

二

条
居

住

用

専

有

部

分

の

床

面
積

共
同
住
宅
等
に
共
同
の
用
に
供
さ
れ
る

部
分
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
部
分
の
床

面
積
を
、
こ
れ
を
共
用
す
べ
き
各
居
住

用
専
有
部
分
の
床
面
積
の
割
合
に
よ
り

第

五

十

一

項

第

二

号

ハ

配
分
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
各
部
分
の
床

面
積
に
算
入
す
る
。

人

の

居

住

の

用

に

供

す

る

部

分

の

床

面

積

共
同
住
宅
等
に
共
同
の
用
に
供
さ
れ
る

部
分
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
部
分
の
床

面
積
を
、
こ
れ
を
共
用
す
べ
き
各
人
の

居
住
の
用
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の

割
合
に
よ
り
配
分
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

各
部
分
の
床
面
積
に
算
入
す
る
。

居

住

専

有

独

立

部

分

の

床
面
積

共
同
住
宅
等
に
共
同
の
用
に
供
さ
れ
る

部
分
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
部
分
の
床

面
積
を
、
こ
れ
を
共
用
す
べ
き
各
居
住

専
有
独
立
部
分
の
床
面
積
の
割
合
に
よ

り
配
分
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
各
部
分
の

床
面
積
に
算
入
す
る
。

（
法
附
則
第
十
五
条
の
十
一
の
総
務
省
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
証
明
が
さ
れ
た
家
屋
）

第
七
条
の
二
　
法
附
則
第
十
五
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定

す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
証
明
が
さ
れ

た
家
屋
は
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化

の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
国
土

交
通
省
令
第
百
十
号
）
第
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
通

知
書
の
写
し
及
び
文
部
科
学
大
臣
が
総
務
大
臣
と
協
議

し
て
定
め
る
主
と
し
て
劇
場
、
音
楽
堂
等
の
活
性
化
に

関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第

二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
実
演
芸
術
の
公
演
の
用
に
供

す
る
施
設
で
あ
る
旨
を
証
す
る
書
類
を
法
附
則
第
十
五

条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
利
便
性
等
向
上
改
修
工

事
が
行
わ
れ
た
家
屋
に
つ
き
同
項
の
規
定
の
適
用
が
あ

る
旨
の
申
告
の
際
に
市
町
村
長
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ

り
証
明
が
さ
れ
た
家
屋
と
す
る
。

（
政
令
附
則
第
十
二
条
の
四
第
四
項
第
一
号
に
規
定
す

る
総
務
省
令
で
定
め
る
面
積
等
）

第
七
条
の
三
　
政
令
附
則
第
十
二
条
の
四
第
四
項
第
一
号

イ
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
面
積
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め

る
面
積
と
す
る
。

一
　
政
令
附
則
第
十
二
条
の
四
第
三
項
第
三
号
か
ら
第

五
号
ま
で
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
四
項
第
一
号
イ
に

規
定
す
る
相
続
人
等
（
次
号
及
び
次
項
に
お
い
て

「
相
続
人
等
」
と
い
う
。
）
が
同
条
第
四
項
第
一
号
イ

に
規
定
す
る
従
前
所
有
者
等
（
次
号
及
び
次
項
に
お

い
て
「
従
前
所
有
者
等
」
と
い
う
。
）
か
ら
法
附
則

第
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
被
災
住
宅
用
地

（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
被
災
住
宅
用

地
」
と
い
う
。
）
の
一
部
又
は
被
災
住
宅
用
地
の
全

部
若
し
く
は
一
部
に
係
る
共
有
持
分
（
次
号
に
お
い

て
「
被
災
住
宅
用
地
の
一
部
等
」
と
い
う
。
）
を
取

得
し
た
場
合
　
そ
の
取
得
し
た
当
該
被
災
住
宅
用
地

の
一
部
の
面
積
又
は
そ
の
取
得
し
た
当
該
被
災
住
宅

用
地
の
全
部
若
し
く
は
一
部
に
係
る
共
有
持
分
の
割

合
に
応
ず
る
被
災
住
宅
用
地
の
面
積

二
　
政
令
附
則
第
十
二
条
の
四
第
三
項
第
三
号
又
は
第

五
号
の
規
定
に
よ
り
相
続
人
等
が
こ
れ
ら
の
規
定
に

掲
げ
る
者
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
第
二
号
に
お
い

て
「
前
相
続
人
等
」
と
い
う
。
）
か
ら
被
災
住
宅
用

地
の
一
部
等
を
取
得
し
た
場
合
　
同
条
第
三
項
第
三

号
又
は
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
前
相
続
人
等
が
従
前

所
有
者
等
（
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
前
相
続
人
等
が

前
相
続
人
等
か
ら
当
該
被
災
住
宅
用
地
の
一
部
等
を

取
得
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
被
災
住
宅
用
地
の
一

部
等
を
取
得
し
た
前
相
続
人
等
に
係
る
前
相
続
人
等

を
含
む
。
）
か
ら
取
得
し
た
当
該
被
災
住
宅
用
地
の

一
部
等
の
う
ち
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
当
該
相
続

人
等
が
当
該
前
相
続
人
等
か
ら
取
得
し
た
当
該
被
災

住
宅
用
地
の
一
部
の
面
積
又
は
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ

り
当
該
相
続
人
等
が
当
該
前
相
続
人
等
か
ら
取
得
し

た
当
該
被
災
住
宅
用
地
の
全
部
若
し
く
は
一
部
に
係

る
共
有
持
分
の
割
合
に
応
ず
る
被
災
住
宅
用
地
の

面
積

２
　
政
令
附
則
第
十
二
条
の
四
第
四
項
第
一
号
ロ
及
び
ハ

に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
面
積
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

面
積
と
す
る
。

一
　
政
令
附
則
第
十
二
条
の
四
第
三
項
第
三
号
か
ら
第

五
号
ま
で
の
規
定
に
よ
り
相
続
人
等
が
従
前
所
有
者

等
か
ら
被
災
住
宅
用
地
の
全
部
若
し
く
は
一
部
又
は

被
災
住
宅
用
地
の
全
部
若
し
く
は
一
部
に
係
る
共
有

持
分
（
次
号
に
お
い
て
「
被
災
住
宅
用
地
の
全
部

等
」
と
い
う
。
）
を
取
得
し
た
場
合
　
そ
の
取
得
し

た
当
該
被
災
住
宅
用
地
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
面

積
又
は
そ
の
取
得
し
た
当
該
被
災
住
宅
用
地
の
全
部

若
し
く
は
一
部
に
係
る
共
有
持
分
の
割
合
に
応
ず
る

被
災
住
宅
用
地
の
面
積

二
　
政
令
附
則
第
十
二
条
の
四
第
三
項
第
三
号
又
は
第

五
号
の
規
定
に
よ
り
相
続
人
等
が
前
相
続
人
等
か
ら

被
災
住
宅
用
地
の
全
部
等
を
取
得
し
た
場
合
　
こ
れ

ら
の
規
定
に
よ
り
前
相
続
人
等
が
従
前
所
有
者
等

（
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
前
相
続
人
等
が
前
相
続
人

等
か
ら
当
該
被
災
住
宅
用
地
の
全
部
等
を
取
得
し
た

場
合
に
お
け
る
当
該
被
災
住
宅
用
地
の
全
部
等
を
取

得
し
た
前
相
続
人
等
に
係
る
前
相
続
人
等
を
含
む
。
）
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か
ら
取
得
し
た
当
該
被
災
住
宅
用
地
の
全
部
等
の
う

ち
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
相
続
人
等
が
当
該
前
相

続
人
等
か
ら
取
得
し
た
当
該
被
災
住
宅
用
地
の
全
部

若
し
く
は
一
部
の
面
積
又
は
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り

当
該
相
続
人
等
が
当
該
前
相
続
人
等
か
ら
取
得
し
た

当
該
被
災
住
宅
用
地
の
全
部
若
し
く
は
一
部
に
係
る

共
有
持
分
の
割
合
に
応
ず
る
被
災
住
宅
用
地
の
面
積

３
　
政
令
附
則
第
十
二
条
の
四
第
七
項
第
二
号
ロ
に
規
定

す
る
特
例
適
用
住
居
数
は
、
同
号
ロ
の
そ
の
全
部
が
別

荘
の
用
に
供
さ
れ
て
い
た
住
居
以
外
の
住
居
が
、
家
屋

の
う
ち
人
の
居
住
の
用
に
供
す
る
た
め
に
独
立
的
に
区

画
さ
れ
た
部
分
又
は
そ
の
一
部
で
あ
つ
た
場
合
に
は
、

当
該
部
分
の
数
に
よ
る
。

４
　
法
附
則
第
十
六
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
総
務
省

令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
　
法
附
則
第
十
六
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
被
災

共
用
土
地
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
被
災
共
用
土

地
」
と
い
う
。
）
が
同
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
住
宅
用
地
と
み
な
さ
れ
た
土

地
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
住
宅
用
地
と
み
な
さ

れ
た
土
地
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
部
分
及
び
住
宅
用

地
と
み
な
さ
れ
た
土
地
以
外
の
土
地
（
第
九
項
に
お

い
て
「
非
住
宅
用
地
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
部
分
を

併
せ
有
す
る
土
地
で
あ
る
場
合

二
　
被
災
共
用
土
地
が
法
附
則
第
十
六
条
の
二
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
三
百

四
十
九
条
の
三
の
二
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け

る
土
地
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
小
規
模
住
宅
用

地
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
部
分
及
び
小
規
模
住
宅
用

地
以
外
の
住
宅
用
地
と
み
な
さ
れ
た
土
地
（
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
「
一
般
住
宅
用
地
」
と
い
う
。
）
で

あ
る
部
分
を
併
せ
有
す
る
土
地
で
あ
る
場
合

５
　
被
災
共
用
土
地
の
面
積
が
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係

る
被
災
区
分
所
有
家
屋
（
法
附
則
第
十
六
条
の
二
第
三

項
に
規
定
す
る
被
災
区
分
所
有
家
屋
を
い
う
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
床
面
積
の
十
倍
の
面
積
以

下
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
同
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
被

災
共
用
土
地
に
係
る
持
分
の
割
合
の
補
正
は
、
当
該
持

分
の
割
合
に
、
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る
次
の
表
の

上
欄
に
掲
げ
る
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
（
同
項
に

規
定
す
る
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
を
い
う
。
以
下

こ
の
項
か
ら
第
七
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
区
分

に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
算
式
に
よ
り
計
算
し

た
数
値
を
乗
じ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
の

区
分

算
式

一
　
次
に
掲
げ
る
各
被
災
共
用

土
地
納
税
義
務
者

イ
　
平
成
二
十
八
年
度
に
係
る

賦
課
期
日
に
お
い
て
そ
の
全
部

が
人
の
居
住
の
用
に
供
さ
れ
て

い
た
専
有
部
分
（
そ
の
全
部
又

は
一
部
が
別
荘
（
政
令
第
三
十

六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
別
荘

を
い
う
。
第
三
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
用
に
供
さ
れ
て
い
た
も

の
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
及
び

次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
平
成

二
十
八
年
四
月
十
三
日
に
お
い

て
所
有
し
て
い
た
者
（
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
「
特
例
対
象
者
」

と
い
う
。
）
で
令
和
五
年
度
又
は

令
和
六
年
度
に
係
る
賦
課
期
日

に
お
い
て
当
該
被
災
共
用
土
地

の
面
積
に
そ
の
者
の
当
該
被
災

共
用
土
地
に
係
る
共
有
持
分

（
同
月
十
四
日
以
後
に
そ
の
者
が

取
得
し
た
当
該
被
災
共
用
土
地

に
係
る
共
有
持
分
を
除
く
。
以

下
こ
の
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

割
合
を
乗
じ
て
得
た
面
積
が
二

百
平
方
メ
ー
ト
ル
（
当
該
専
有

部
分
が
二
以
上
の
部
分
に
独
立

的
に
区
画
さ
れ
て
い
た
場
合
に

は
、
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
に
当

該
専
有
部
分
に
存
し
た
住
居
の

数
を
乗
じ
て
得
た
面
積
と
す
る
。

以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
以
下
と
な
る
当
該
共

有
持
分
を
有
し
て
い
る
も
の

ロ
　
政
令
附
則
第
十
二
条
の
四

第
三
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま

で
の
規
定
に
よ
り
特
例
対
象
者

か
ら
そ
の
者
が
平
成
二
十
八
年

四
月
十
三
日
に
お
い
て
有
し
て

い
た
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係

る
共
有
持
分
（
以
下
こ
の
項
及

び
次
項
に
お
い
て
「
特
定
共
有

持
分
」
と
い
う
。
）
を
取
得
し
た

同
条
第
四
項
第
一
号
イ
に
規
定

す
る
相
続
人
等
（
同
条
第
三
項

（
１
／
Ａ
）×

（
（
Ｂ×

Ｃ
）
／
Ｄ
）

（
算
式
の
符
号
）

Ａ
　
当
該
被
災
共
用
土

地
に
係
る
固
定
資
産
税

の
課
税
標
準
と
な
る
べ

き
額

Ｂ
　
当
該
被
災
共
用
土

地
に
係
る
小
規
模
住
宅

用
地
で
あ
る
部
分
に
係

る
固
定
資
産
税
の
課
税

標
準
に
相
当
す
る
額

Ｃ
　
当
該
被
災
共
用
土

地
の
面
積

Ｄ
　
当
該
被
災
共
用
土

地
に
係
る
小
規
模
住
宅

用
地
で
あ
る
部
分
の
面

積

第
三
号
又
は
第
五
号
の
規
定
に

よ
り
相
続
人
等
か
ら
特
定
共
有

持
分
を
取
得
し
た
相
続
人
等
を

含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
相
続
人
等
」
と
い
う
。
）
で
令

和
五
年
度
又
は
令
和
六
年
度
に

係
る
賦
課
期
日
に
お
い
て
当
該

被
災
共
用
土
地
の
面
積
に
そ
の

者
の
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係

る
特
定
共
有
持
分
の
割
合
（
当

該
相
続
人
等
に
係
る
特
例
対
象

者
に
つ
き
相
続
人
等
が
複
数
あ

る
場
合
に
は
、
当
該
特
例
対
象

者
に
係
る
各
相
続
人
等
の
当
該

被
災
共
用
土
地
に
係
る
特
定
共

有
持
分
の
割
合
を
合
算
し
た
も

の
と
す
る
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
相
続
等
に
係
る
特
定
共

有
持
分
の
割
合
」
と
い
う
。
）
を

乗
じ
て
得
た
面
積
が
二
百
平
方

メ
ー
ト
ル
以
下
と
な
る
当
該
特

定
共
有
持
分
を
有
し
て
い
る
も

の二
　
次
に
掲
げ
る
各
被
災
共
用

土
地
納
税
義
務
者

イ
　
特
例
対
象
者
で
令
和
五
年

度
又
は
令
和
六
年
度
に
係
る
賦

課
期
日
に
お
い
て
当
該
被
災
共

用
土
地
の
面
積
に
そ
の
者
の
当

該
被
災
共
用
土
地
に
係
る
共
有

持
分
（
平
成
二
十
八
年
四
月
十

四
日
以
後
に
そ
の
者
が
取
得
し

た
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る

共
有
持
分
を
除
く
。
以
下
こ
の

イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
割
合
を

乗
じ
て
得
た
面
積
が
二
百
平
方

メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
こ
と
と
な

る
当
該
共
有
持
分
を
有
し
て
い

る
も
の

ロ
　
相
続
人
等
で
令
和
五
年
度

又
は
令
和
六
年
度
に
係
る
賦
課

期
日
に
お
い
て
当
該
被
災
共
用

土
地
の
面
積
に
相
続
等
に
係
る

特
定
共
有
持
分
の
割
合
を
乗
じ

て
得
た
面
積
が
二
百
平
方
メ
ー

ト
ル
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
当

イ

　
（

１

／

Ａ

）×

｛
Ｂ×

（
（
Ｃ
＋
（
２
０

０
平
方
メ
ー
ト
ル×

Ｄ

－

Ｅ×

Ｆ
）×

（
（
Ｅ

×

Ｇ－

Ｃ
）
／
（
Ｅ×

Ｈ－

２
０
０
平
方
メ
ー

ト
ル×

Ｉ
）
）
）
／
Ｊ
）

＋
Ｋ×

（
（
Ｅ×

Ｇ－

Ｃ－

（
２
０
０
平
方
メ

ー
ト
ル×

Ｄ－

Ｅ×

Ｆ
）×

（
（
Ｅ×

Ｇ－

Ｃ
）
／
（
Ｅ×

Ｈ－

２

０
０
平
方
メ
ー
ト
ル×

Ｉ
）
）
）
／
Ｌ
）
｝×

（
１
／
Ｇ
）

ロ
　
（
１
／
Ａ
）×

（

（
Ｂ×

Ｅ
）
／
Ｊ
）

Ｊ＜

Ｅ×

（
Ｆ
＋
Ｈ
）

で
あ
る
場
合
に
は
イ
の

算
式
を
用
い
、
Ｊ≧

Ｅ

×

（
Ｆ
＋
Ｈ
）
で
あ
る

場
合
に
は
ロ
の
算
式
を

用
い
る
。

該
特
定
共
有
持
分
を
有
し
て
い

る
も
の

（
算
式
の
符
号
）

Ａ
　
当
該
被
災
共
用
土

地
に
係
る
固
定
資
産
税

の
課
税
標
準
と
な
る
べ

き
額

Ｂ
　
当
該
被
災
共
用
土

地
に
係
る
小
規
模
住
宅

用
地
で
あ
る
部
分
に
係

る
固
定
資
産
税
の
課
税

標
準
に
相
当
す
る
額

Ｃ
　
２
０
０
平
方
メ
ー

ト
ル
（
前
号
イ
に
掲
げ

る
被
災
共
用
土
地
納
税

義
務
者
又
は
同
号
ロ
に

掲
げ
る
相
続
人
等
に
係

る
特
例
対
象
者
（
Ｄ
に

お
い
て
「
専
有
部
分
の

従
前
所
有
者
」
と
い
う

。
）
が
所
有
し
て
い
た

専
有
部
分
が
２
以
上
の

部
分
に
独
立
的
に
区
画

さ
れ
て
い
た
場
合
に
は

、
２
０
０
平
方
メ
ー
ト

ル
に
当
該
専
有
部
分
に

存
し
た
住
居
の
数
（
Ｄ

及
び
Ｉ
に
お
い
て
「
専

有
部
分
の
住
居
数
」
と

い
う
。
）
を
乗
じ
て
得

た
面
積
と
す
る
。
）

Ｄ
　
各
専
有
部
分
の
従

前
所
有
者
が
所
有
し
て

い
た
専
有
部
分
の
数

（
２
以
上
の
部
分
に
独

立
的
に
区
画
さ
れ
て
い

た
専
有
部
分
を
所
有
し

て
い
た
専
有
部
分
の
従

前
所
有
者
に
あ
つ
て
は

、
そ
の
所
有
し
て
い
た

当
該
専
有
部
分
の
数
に

専
有
部
分
の
住
居
数
を

乗
じ
た
も
の
と
す
る
。
）

を
合
算
し
た
も
の

Ｅ
　
当
該
被
災
共
用
土

地
の
面
積

Ｆ
　
前
号
に
掲
げ
る
各

被
災
共
用
土
地
納
税
義

務
者
の
令
和
５
年
度
又
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は
令
和
６
年
度
に
係
る

賦
課
期
日
に
お
け
る
当

該
被
災
共
用
土
地
に
係

る
同
号
の
共
有
持
分
又

は
特
定
共
有
持
分
の
割

合
を
合
算
し
た
も
の

Ｇ
　
こ
の
号
に
掲
げ
る

各
被
災
共
用
土
地
納
税

義
務
者
の
令
和
５
年
度

又
は
令
和
６
年
度
に
係

る
賦
課
期
日
に
お
け
る

当
該
被
災
共
用
土
地
に

係
る
同
号
の
共
有
持
分

又
は
特
定
共
有
持
分
の

割
合

Ｈ
　
こ
の
号
に
掲
げ
る

各
被
災
共
用
土
地
納
税

義
務
者
の
令
和
５
年
度

又
は
令
和
６
年
度
に
係

る
賦
課
期
日
に
お
け
る

当
該
被
災
共
用
土
地
に

係
る
同
号
の
共
有
持
分

又
は
特
定
共
有
持
分
の

割
合
を
合
算
し
た
も
の

Ｉ
　
こ
の
号
イ
に
掲
げ

る
被
災
共
用
土
地
納
税

義
務
者
又
は
同
号
ロ
に

掲
げ
る
相
続
人
等
に
係

る
特
例
対
象
者
（
以
下

こ
の
Ｉ
に
お
い
て
「
専

有
部
分
の
従
前
所
有

者
」
と
い
う
。
）
が
そ

れ
ぞ
れ
所
有
し
て
い
た

専
有
部
分
の
数
（
２
以

上
の
部
分
に
独
立
的
に

区
画
さ
れ
て
い
た
専
有

部
分
を
所
有
し
て
い
た

専
有
部
分
の
従
前
所
有

者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の

所
有
し
て
い
た
当
該
専

有
部
分
の
数
に
専
有
部

分
の
住
居
数
を
乗
じ
た

も
の
と
す
る
。
）
を
合

算
し
た
も
の

Ｊ
　
当
該
被
災
共
用
土

地
に
係
る
小
規
模
住
宅

用
地
で
あ
る
部
分
の
面

積

Ｋ
　
当
該
被
災
共
用
土

地
に
係
る
一
般
住
宅
用

地
で
あ
る
部
分
に
係
る

固
定
資
産
税
の
課
税
標

準
に
相
当
す
る
額

Ｌ
　
当
該
被
災
共
用
土

地
に
係
る
一
般
住
宅
用

地
で
あ
る
部
分
の
面
積

三
　
次
に
掲
げ
る
被
災
共
用
土

地
納
税
義
務
者

イ
　
平
成
二
十
八
年
度
に
係
る

賦
課
期
日
に
お
い
て
人
の
居
住

の
用
に
供
す
る
部
分
（
別
荘
の

用
に
供
す
る
部
分
を
除
く
。
次

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
有
し
な

い
専
有
部
分
を
有
し
て
い
た
者

ロ
　
平
成
二
十
八
年
四
月
十
四

日
以
後
に
当
該
被
災
共
用
土
地

に
係
る
共
有
持
分
を
取
得
し
た

者
（
相
続
人
等
を
除
く
。
）

（
Ａ－

（
Ｂ
＋
Ｃ
）
）
／

（
Ａ×

Ｄ
）

（
算
式
の
符
号
）

Ａ
　
当
該
被
災
共
用
土

地
に
係
る
固
定
資
産
税

の
額

Ｂ
　
第
１
号
に
掲
げ
る

各
被
災
共
用
土
地
納
税

義
務
者
の
当
該
被
災
共

用
土
地
に
係
る
固
定
資

産
税
の
額
を
合
算
し
た

も
の

Ｃ
　
前
号
に
掲
げ
る
各

被
災
共
用
土
地
納
税
義

務
者
の
当
該
被
災
共
用

土
地
に
係
る
固
定
資
産

税
の
額
を
合
算
し
た
も

のＤ
　
こ
の
号
に
掲
げ
る

各
被
災
共
用
土
地
納
税

義
務
者
の
令
和
５
年
度

又
は
令
和
６
年
度
に
係

る
賦
課
期
日
に
お
け
る

当
該
被
災
共
用
土
地
に

係
る
共
有
持
分
の
割
合

を
合
算
し
た
も
の

６
　
被
災
共
用
土
地
に
係
る
被
災
区
分
所
有
家
屋
の
専
有

部
分
で
平
成
二
十
八
年
度
に
係
る
賦
課
期
日
に
お
い
て

人
の
居
住
の
用
に
供
す
る
部
分
及
び
人
の
居
住
の
用
に

供
す
る
部
分
以
外
の
部
分
を
併
せ
有
し
て
い
た
も
の

（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
併
用
専
有
部
分
」

と
い
う
。
）
を
平
成
二
十
八
年
四
月
十
三
日
に
お
い
て

所
有
し
て
い
た
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
例
対

象
者
」
と
い
う
。
）
で
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
で

あ
る
も
の
又
は
政
令
附
則
第
十
二
条
の
四
第
三
項
第
三

号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
規
定
に
よ
り
特
例
対
象
者
か
ら

そ
の
者
が
同
日
に
お
い
て
有
し
て
い
た
当
該
被
災
共
用

土
地
に
係
る
共
有
持
分
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特

例
適
用
共
有
持
分
」
と
い
う
。
）
を
取
得
し
た
同
条
第

四
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
相
続
人
等
（
同
条
第
三
項

第
三
号
又
は
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
相
続
人
等
か
ら
特

例
適
用
共
有
持
分
を
取
得
し
た
相
続
人
等
を
含
む
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
相
続
人
等
」
と
い
う
。
）
が
あ

る
場
合
に
は
、
当
該
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
で
あ

る
も
の
又
は
当
該
相
続
人
等
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項

に
お
い
て
「
併
用
専
有
部
分
に
係
る
被
災
共
用
土
地
納

税
義
務
者
」
と
い
う
。
）
の
令
和
五
年
度
又
は
令
和
六

年
度
に
係
る
賦
課
期
日
に
お
け
る
当
該
被
災
共
用
土
地

に
係
る
特
例
適
用
共
有
持
分
の
割
合
（
当
該
相
続
人
等

に
係
る
特
例
対
象
者
に
つ
き
相
続
人
等
が
複
数
あ
る
場

合
に
は
、
当
該
特
例
対
象
者
に
係
る
各
相
続
人
等
の
当

該
被
災
共
用
土
地
に
係
る
特
例
適
用
共
有
持
分
の
割
合

を
合
算
し
た
も
の
と
す
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
特
定
割
合
」
と
い
う
。
）
に
当
該
人
の
居
住
の
用
に
供

す
る
部
分
の
床
面
積
の
当
該
専
有
部
分
の
床
面
積
に
対

す
る
割
合
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
居
住
割
合
」
と

い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
数
値
を
当
該
被
災
共
用
土
地

の
面
積
に
乗
じ
て
得
た
面
積
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以

下
で
あ
る
と
き
は
当
該
併
用
専
有
部
分
に
係
る
被
災
共

用
土
地
納
税
義
務
者
を
も
つ
て
前
項
の
表
の
第
一
号
及

び
第
三
号
に
掲
げ
る
各
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
と

み
な
し
、
当
該
面
積
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る

と
き
は
当
該
併
用
専
有
部
分
に
係
る
被
災
共
用
土
地
納

税
義
務
者
を
も
つ
て
同
表
の
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲

げ
る
各
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
と
み
な
し
、
特
定

割
合
に
居
住
割
合
を
乗
じ
て
得
た
数
値
を
も
つ
て
当
該

第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
各
被
災
共
用
土
地
納
税

義
務
者
の
令
和
五
年
度
又
は
令
和
六
年
度
に
係
る
賦
課

期
日
に
お
け
る
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る
共
有
持
分

又
は
特
定
共
有
持
分
の
割
合
と
み
な
し
、
特
定
割
合
に

当
該
人
の
居
住
の
用
に
供
す
る
部
分
以
外
の
部
分
の
床

面
積
の
当
該
専
有
部
分
の
床
面
積
に
対
す
る
割
合
を
乗

じ
て
得
た
数
値
を
も
つ
て
当
該
第
三
号
に
掲
げ
る
各
被

災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
の
令
和
五
年
度
又
は
令
和
六

年
度
に
係
る
賦
課
期
日
に
お
け
る
当
該
被
災
共
用
土
地

に
係
る
共
有
持
分
の
割
合
と
み
な
し
て
、
同
項
の
規
定

を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
併
用
専
有

部
分
に
係
る
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
に
つ
い
て

は
、
次
の
算
式
に
よ
り
計
算
し
た
数
値
を
も
つ
て
当
該

併
用
専
有
部
分
に
係
る
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
の

当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る
持
分
の
割
合
に
乗
ず
る
べ

き
数
値
と
す
る
。

算
式

α
×

Ｋ
＋β

×

（
１－
Ｋ
）

（
算
式
の
符
号
）

α

　
前
項
の
表
の
第
１
号
又
は
第
２
号
に
定
め
る
算

式
に
よ
り
計
算
し
た
数
値

β

　
前
項
の
表
の
第
３
号
に
定
め
る
算
式
に
よ
り
計

算
し
た
数
値

Ｋ
　
居
住
割
合

７
　
第
五
項
の
表
の
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
掲
げ
る

被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
又
は
併
用
専
有
部
分
に
係

る
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
が
平
成
二
十
八
年
四
月

十
四
日
以
後
に
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る
共
有
持
分

（
政
令
附
則
第
十
二
条
の
四
第
三
項
第
三
号
か
ら
第
五

号
ま
で
の
規
定
に
よ
り
そ
の
者
が
取
得
し
た
共
有
持
分

を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
新
た
な
共
有
持

分
」
と
い
う
。
）
を
取
得
し
た
場
合
に
は
、
当
該
新
た

な
共
有
持
分
に
つ
い
て
は
、
当
該
新
た
な
共
有
持
分
を

取
得
し
た
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
を
も
つ
て
同
表

の
第
三
号
に
掲
げ
る
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
の
一

人
と
み
な
し
、
当
該
新
た
な
共
有
持
分
の
面
積
の
当
該

被
災
共
用
土
地
の
面
積
に
対
す
る
割
合
を
同
号
に
掲
げ

る
各
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
の
当
該
被
災
共
用
土

地
に
係
る
共
有
持
分
の
割
合
と
み
な
し
て
、
第
五
項
の

規
定
を
適
用
す
る
。

８
　
前
三
項
の
規
定
は
、
被
災
共
用
土
地
の
面
積
が
当
該

被
災
共
用
土
地
に
係
る
被
災
区
分
所
有
家
屋
の
床
面
積

の
十
倍
の
面
積
を
超
え
る
場
合
に
お
け
る
法
附
則
第
十

六
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
被
災
共
用
土
地

に
係
る
持
分
の
割
合
の
補
正
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中

同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
又
は
算
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
又
は
算
式
に
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。

第五項の表の第一号

当
該
被
災
共
用
土

地
の
面
積

当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る
被
災

区
分
所
有
家
屋
の
床
面
積
の
十
倍

の
面
積

（
１
／
Ａ
）×

（

（
Ｂ×

Ｃ
）
／
Ｄ
）（

１
／
Ａ
）×

（
（
（
Ｂ×

Ｅ
）
／

Ｄ
）
＋
Ｆ×

（
（
Ｃ－

Ｅ
）
／
Ｇ
）

）

Ｄ
　
当
該
被
災
共

用
土
地
に
係
る
小

規
模
住
宅
用
地
で

あ
る
部
分
の
面
積

Ｄ
　
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る

小
規
模
住
宅
用
地
で
あ
る
部
分
の

面
積

Ｅ
　
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る

被
災
区
分
所
有
家
屋
の
床
面
積
の

１
０
倍
の
面
積
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Ｆ
　
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る

非
住
宅
用
地
で
あ
る
部
分
に
係
る

固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
に
相
当

す
る
額

Ｇ
　
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る

非
住
宅
用
地
で
あ
る
部
分
の
面
積

第五項の表の第二号

当
該
被
災
共
用
土

地
の
面
積

当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る
被
災

区
分
所
有
家
屋
の
床
面
積
の
十
倍

の
面
積

（

１

／

Ａ

）×

｛
Ｂ×

（
（
Ｃ
＋

（
２
０
０
平
方
メ

ー
ト
ル×

Ｄ－

Ｅ

×

Ｆ
）×

（
（
Ｅ

×

Ｇ－

Ｃ
）
／

（
Ｅ×

Ｈ－

２
０

０
平
方
メ
ー
ト
ル

×

Ｉ
）
）
）
／
Ｊ
）

＋
Ｋ×

（
（
Ｅ×

Ｇ－

Ｃ－

（
２
０

０
平
方
メ
ー
ト
ル

×

Ｄ－

Ｅ×

Ｆ
）

×

（
（
Ｅ×

Ｇ－

Ｃ
）
／
（
Ｅ×

Ｈ

－

２
０
０
平
方
メ

ー
ト
ル×

Ｉ
）
）
）

／
Ｌ
）
｝×

（
１

／
Ｇ
）

（
１
／
Ａ
）×

〔
｛
Ｂ×
（
（
Ｃ
＋

（
２
０
０
平
方
メ
ー
ト
ル×
Ｄ－

Ｍ×

Ｆ
）×

（
（
Ｍ×

Ｇ－

Ｃ
）

／
（
Ｍ×

Ｈ－

２
０
０
平
方
メ
ー

ト
ル×

Ｉ
）
）
）
／
Ｊ
）
＋
Ｋ×

（

（
Ｍ×

Ｇ－

Ｃ－

（
２
０
０
平
方

メ
ー
ト
ル×

Ｄ－

Ｍ×

Ｆ
）×

（

（
Ｍ×

Ｇ－

Ｃ
）
／
（
Ｍ×

Ｈ－

２
０
０
平
方
メ
ー
ト
ル×

Ｉ
）
）
）

／
Ｌ
）
｝×

（
１
／
Ｇ
）
＋
Ｎ×

（
（
Ｅ－

Ｍ
）
／
Ｏ
）
〕

（
１
／
Ａ
）×

（

（
Ｂ×

Ｅ
）
／
Ｊ
）（

１
／
Ａ
）×

（
（
（
Ｂ×

Ｍ
）
／

Ｊ
）
＋
Ｎ×

（
（
Ｅ－

Ｍ
）
／
Ｏ
）

）

Ｅ×

（
Ｆ
＋
Ｈ
）
Ｍ×

（
Ｆ
＋
Ｈ
）

Ｌ
　
当
該
被
災
共

用
土
地
に
係
る
一

般
住
宅
用
地
で
あ

る
部
分
の
面
積

Ｌ
　
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る

一
般
住
宅
用
地
で
あ
る
部
分
の
面

積Ｍ
　
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る

被
災
区
分
所
有
家
屋
の
床
面
積
の

１
０
倍
の
面
積

Ｎ
　
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る

非
住
宅
用
地
で
あ
る
部
分
に
係
る

固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
に
相
当

す
る
額

Ｏ
　
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る

非
住
宅
用
地
で
あ
る
部
分
の
面
積

第六項

当
該
被
災
共
用
土

地
の
面
積

当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る
被
災

区
分
所
有
家
屋
の
床
面
積
の
十
倍

の
面
積

９
　
法
附
則
第
十
六
条
の
二
第
八
項
の
規
定
の
適
用
が
あ

る
場
合
に
お
け
る
第
四
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
被
災
共
用
土
地

納
税
義
務
者
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
仮
換
地
等
納
税
義

務
者
」
と
す
る
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定

中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

第

四

項

各

号

列

記

以

外

の

部
分

附
則
第
十
六
条
の

二
第
三
項

附
則
第
十
六
条
の
二
第
八
項

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
さ
れ
る
同
条
第
三
項

第

四

項

第

一
号

附
則
第
十
六
条
の

二
第
三
項

附
則
第
十
六
条
の
二
第
八
項

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
さ
れ
る
同
条
第
三
項

被
災
共
用
土
地

特
定
仮
換
地
等

同
条
第
一
項
（
同

条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
次
号
に

お
い
て
同
じ
。
）

同
条
第
六
項
（
同
条
第
七
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ

。
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項

第

四

項

第

二
号

被
災
共
用
土
地

特
定
仮
換
地
等

附
則
第
十
六
条
の

二
第
一
項

附
則
第
十
六
条
の
二
第
六
項

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項

第

五

項

の

表

以

外

の

部
分

被
災
共
用
土
地
の

面
積

特
定
仮
換
地
等
の
面
積

被
災
共
用
土
地
に

係
る
被
災
区
分
所

有
家
屋

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
被
災
区
分
所

有
家
屋

附
則
第
十
六
条
の

二
第
三
項

附
則
第
十
六
条
の
二
第
八
項

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
さ
れ
る
同
条
第
三
項

同
項
の

同
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同

条
第
三
項
の

被
災
共
用
土
地
に

係
る
持
分
の
割
合

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
持
分
の
割
合

被
災
共
用
土
地
に

係
る
次
の

特
定
仮
換
地
等
に
係
る
次
の

第

五

項

の

表

の

第

一

号

被
災
共
用
土
地
の

面
積

特
定
仮
換
地
等
の
面
積

被
災
共
用
土
地
に

係
る
共
有
持
分

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
共
有
持
分

被
災
共
用
土
地
に

係
る
特
定
共
有
持

分

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
特
定
共
有
持

分

被
災
共
用
土
地
に

係
る
固
定
資
産
税

特
定
仮
換
地
等
に
係
る
固
定

資
産
税

被
災
共
用
土
地
に

係
る
小
規
模
住
宅

用
地

特
定
仮
換
地
等
に
係
る
小
規

模
住
宅
用
地

被
災
共
用
土
地
の

面
積

特
定
仮
換
地
等
の
面
積

第

五

項

の

表

の

第

二

号

被
災
共
用
土
地
の

面
積

特
定
仮
換
地
等
の
面
積

被
災
共
用
土
地
に

係
る
共
有
持
分

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
共
有
持
分

被
災
共
用
土
地
に

係
る
固
定
資
産
税

特
定
仮
換
地
等
に
係
る
固
定

資
産
税

被
災
共
用
土
地
に

係
る
小
規
模
住
宅

用
地

特
定
仮
換
地
等
に
係
る
小
規

模
住
宅
用
地

被
災
共
用
土
地
納

税
義
務
者

特
定
仮
換
地
等
納
税
義
務
者

被
災
共
用
土
地
の

面
積

特
定
仮
換
地
等
の
面
積

被
災
共
用
土
地
に

係
る
同
号
の
共
有

持
分
又
は
特
定
共

有
持
分
の
割
合

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
同
号
の
共
有

持
分
又
は
特
定
共
有
持
分
の

割
合

被
災
共
用
土
地
に

係
る
一
般
住
宅
用

地

特
定
仮
換
地
等
に
係
る
一
般

住
宅
用
地

第

五

項

の

表

の

第

三

号

被
災
共
用
土
地
に

係
る
共
有
持
分

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
共
有
持
分

被
災
共
用
土
地
に

係
る
固
定
資
産
税

特
定
仮
換
地
等
に
係
る
固
定

資
産
税

被
災
共
用
土
地
納

税
義
務
者

特
定
仮
換
地
等
納
税
義
務
者

被
災
共
用
土
地
に

係
る
共
有
持
分

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
共
有
持
分

第

六

項

被
災
共
用
土
地
に

係
る
被
災
区
分
所

有
家
屋

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
被
災
区
分
所

有
家
屋

被
災
共
用
土
地
に

係
る
共
有
持
分

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
共
有
持
分

被
災
共
用
土
地
に

係
る
特
例
適
用
共

有
持
分

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
特
例
適
用
共

有
持
分

被
災
共
用
土
地
の

面
積

特
定
仮
換
地
等
の
面
積

被
災
共
用
土
地
に

係
る
持
分
の
割
合

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
持
分
の
割
合

第

七

項

被
災
共
用
土
地
に

係
る
共
有
持
分

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
共
有
持
分

被
災
共
用
土
地
の

面
積

特
定
仮
換
地
等
の
面
積

前

項

の

表

以

外

の

部

分

被
災
共
用
土
地
の

面
積

特
定
仮
換
地
等
の
面
積

被
災
共
用
土
地
に

係
る
被
災
区
分
所

有
家
屋

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
被
災
区
分
所

有
家
屋

被
災
共
用
土
地
に

係
る
持
分
の
割
合

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
持
分
の
割
合
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前

項

の

表

の

第

五

項

の

表

の

第

一

号

の
項

被
災
共
用
土
地
の

面
積

特
定
仮
換
地
等
の
面
積

被
災
共
用
土
地
に

係
る
被
災
区
分
所

有
家
屋

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
被
災
区
分
所

有
家
屋

被
災
共
用
土
地
に

係
る
小
規
模
住
宅

用
地

特
定
仮
換
地
等
に
係
る
小
規

模
住
宅
用
地

被
災
共
用
土
地
に

係
る
被
災
区
分
所

有
家
屋

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
被
災
区
分
所

有
家
屋

被
災
共
用
土
地
に

係
る
非
住
宅
用
地

特
定
仮
換
地
等
に
係
る
非
住

宅
用
地

前

項

の

表

の

第

五

項

の

表

の

第

二

号

の
項

被
災
共
用
土
地
の

面
積

特
定
仮
換
地
等
の
面
積

被
災
共
用
土
地
に

係
る
被
災
区
分
所

有
家
屋

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
被
災
区
分
所

有
家
屋

被
災
共
用
土
地
に

係
る
一
般
住
宅
用

地

特
定
仮
換
地
等
に
係
る
一
般

住
宅
用
地

被
災
共
用
土
地
に

係
る
被
災
区
分
所

有
家
屋

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
被
災
区
分
所

有
家
屋

被
災
共
用
土
地
に

係
る
非
住
宅
用
地

特
定
仮
換
地
等
に
係
る
非
住

宅
用
地

前

項

の

表

の

第

六

項

の
項

被
災
共
用
土
地
の

面
積

特
定
仮
換
地
等
の
面
積

被
災
共
用
土
地
に

係
る
被
災
区
分
所

有
家
屋

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
被
災
区
分
所

有
家
屋

10
　
政
令
附
則
第
十
二
条
の
四
第
十
三
項
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
、
同
項
中
被
災
家
屋
（
同
条
第
十
一
項
第
一

号
に
規
定
す
る
被
災
家
屋
を
い
う
。
次
項
第
一
号
及
び

第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
区
分
所
有
に
係
る
家
屋

で
あ
る
も
の
又
は
同
条
第
十
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
区

分
所
有
に
係
る
特
例
適
用
家
屋
の
専
有
部
分
の
床
面
積

の
算
定
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
家
屋
に
共
用
部
分
が

あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
部
分
の
床
面
積
を
こ
れ
を
共
用

し
て
い
た
又
は
共
用
す
べ
き
各
区
分
所
有
者
の
専
有
部

分
の
床
面
積
の
割
合
に
よ
り
配
分
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

各
区
分
所
有
者
の
専
有
部
分
の
床
面
積
に
算
入
す
る
も

の
と
す
る
。

11
　
政
令
附
則
第
十
二
条
の
四
第
十
五
項
に
規
定
す
る
総

務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す

る
。

一
　
被
災
家
屋
を
所
有
し
て
い
た
者
の
氏
名
又
は
名
称

及
び
住
所
又
は
本
店
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
の
所

在
地
、
被
災
家
屋
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
法
附
則
第

十
六
条
の
二
第
十
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と

す
る
家
屋
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
「
代

替
家
屋
」
と
い
う
。
）
の
所
有
者
の
氏
名
又
は
名
称
、

住
所
又
は
本
店
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

及
び
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け

る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等

に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
法
人

番
号
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
個

人
番
号
又
は
法
人
番
号
を
有
し
な
い
者
に
あ
つ
て

は
、
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
本
店
若
し
く
は

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）
並
び
に
当
該
被
災
家
屋

及
び
当
該
代
替
家
屋
の
所
在
地
を
記
載
し
た
書
類
並

び
に
当
該
被
災
家
屋
が
平
成
二
十
八
年
熊
本
地
震
に

よ
り
被
害
を
受
け
た
こ
と
に
つ
い
て
当
該
被
災
家
屋

の
所
在
地
の
市
町
村
長
が
証
す
る
書
類
そ
の
他
の
当

該
被
災
家
屋
が
平
成
二
十
八
年
熊
本
地
震
に
よ
り
滅

失
し
、
又
は
損
壊
し
た
旨
を
証
す
る
書
類

二
　
被
災
家
屋
が
平
成
二
十
八
年
度
分
の
固
定
資
産
税

に
係
る
固
定
資
産
課
税
台
帳
に
登
録
さ
れ
て
い
た
旨

を
証
す
る
書
類
そ
の
他
の
被
災
家
屋
が
存
し
た
こ
と

を
証
す
る
書
類
及
び
代
替
家
屋
の
詳
細
を
明
ら
か
に

す
る
書
類

三
　
政
令
附
則
第
十
二
条
の
四
第
十
一
項
第
二
号
か
ら

第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

「
相
続
人
等
」
と
い
う
。
）
が
法
附
則
第
十
六
条
の
二

第
十
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に

は
、
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
戸
籍
の
謄
本

又
は
法
人
に
係
る
登
記
事
項
証
明
書
そ
の
他
の
そ
の

適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
相
続
人
等
に
該
当
す

る
旨
を
証
す
る
書
類

（
政
令
附
則
第
十
二
条
の
五
第
四
項
第
一
号
に
規
定
す

る
総
務
省
令
で
定
め
る
面
積
等
）

第
七
条
の
四
　
政
令
附
則
第
十
二
条
の
五
第
四
項
第
一
号

イ
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
面
積
は
、
同
号
イ

に
規
定
す
る
従
前
所
有
者
等
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項

に
お
い
て
「
従
前
所
有
者
等
」
と
い
う
。
）
が
平
成
三

十
年
六
月
二
十
七
日
に
お
い
て
共
有
持
分
を
有
し
て
い

た
法
附
則
第
十
六
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
被
災
住

宅
用
地
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
被
災
住

宅
用
地
」
と
い
う
。
）
の
全
部
又
は
一
部
に
係
る
当
該

共
有
持
分
の
割
合
に
応
ず
る
被
災
住
宅
用
地
の
面
積
の

う
ち
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当

該
各
号
に
定
め
る
面
積
と
す
る
。

一
　
政
令
附
則
第
十
二
条
の
五
第
三
項
第
三
号
か
ら
第

五
号
ま
で
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
四
項
第
一
号
イ
に

規
定
す
る
相
続
人
等
（
次
号
及
び
次
項
に
お
い
て

「
相
続
人
等
」
と
い
う
。
）
が
従
前
所
有
者
等
か
ら
被

災
住
宅
用
地
の
一
部
又
は
被
災
住
宅
用
地
の
全
部
若

し
く
は
一
部
に
係
る
共
有
持
分
（
次
号
に
お
い
て

「
被
災
住
宅
用
地
の
一
部
等
」
と
い
う
。
）
を
取
得
し

た
場
合
　
そ
の
取
得
し
た
当
該
被
災
住
宅
用
地
の
一

部
の
面
積
又
は
そ
の
取
得
し
た
当
該
被
災
住
宅
用
地

の
全
部
若
し
く
は
一
部
に
係
る
共
有
持
分
の
割
合
に

応
ず
る
被
災
住
宅
用
地
の
面
積

二
　
政
令
附
則
第
十
二
条
の
五
第
三
項
第
三
号
又
は
第

五
号
の
規
定
に
よ
り
相
続
人
等
が
こ
れ
ら
の
規
定
に

掲
げ
る
者
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
第
二
号
に
お
い

て
「
前
相
続
人
等
」
と
い
う
。
）
か
ら
被
災
住
宅
用

地
の
一
部
等
を
取
得
し
た
場
合
　
同
条
第
三
項
第
三

号
又
は
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
前
相
続
人
等
が
従
前

所
有
者
等
（
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
前
相
続
人
等
が

前
相
続
人
等
か
ら
当
該
被
災
住
宅
用
地
の
一
部
等
を

取
得
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
被
災
住
宅
用
地
の
一

部
等
を
取
得
し
た
前
相
続
人
等
に
係
る
前
相
続
人
等

を
含
む
。
）
か
ら
取
得
し
た
当
該
被
災
住
宅
用
地
の

一
部
等
の
う
ち
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
当
該
相
続

人
等
が
当
該
前
相
続
人
等
か
ら
取
得
し
た
当
該
被
災

住
宅
用
地
の
一
部
の
面
積
又
は
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ

り
当
該
相
続
人
等
が
当
該
前
相
続
人
等
か
ら
取
得
し

た
当
該
被
災
住
宅
用
地
の
全
部
若
し
く
は
一
部
に
係

る
共
有
持
分
の
割
合
に
応
ず
る
被
災
住
宅
用
地
の

面
積

２
　
政
令
附
則
第
十
二
条
の
五
第
四
項
第
一
号
ロ
及
び
ハ

に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
面
積
は
、
従
前
所
有

者
等
が
平
成
三
十
年
六
月
二
十
七
日
に
お
い
て
所
有
し

て
い
た
被
災
住
宅
用
地
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
面
積

又
は
共
有
持
分
を
有
し
て
い
た
被
災
住
宅
用
地
の
全
部

若
し
く
は
一
部
に
係
る
当
該
共
有
持
分
の
割
合
に
応
ず

る
被
災
住
宅
用
地
の
面
積
の
う
ち
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
面
積
と

す
る
。

一
　
政
令
附
則
第
十
二
条
の
五
第
三
項
第
三
号
か
ら
第

五
号
ま
で
の
規
定
に
よ
り
相
続
人
等
が
従
前
所
有
者

等
か
ら
被
災
住
宅
用
地
の
全
部
若
し
く
は
一
部
又
は

被
災
住
宅
用
地
の
全
部
若
し
く
は
一
部
に
係
る
共
有

持
分
（
次
号
に
お
い
て
「
被
災
住
宅
用
地
の
全
部

等
」
と
い
う
。
）
を
取
得
し
た
場
合
　
そ
の
取
得
し

た
当
該
被
災
住
宅
用
地
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
面

積
又
は
そ
の
取
得
し
た
当
該
被
災
住
宅
用
地
の
全
部

若
し
く
は
一
部
に
係
る
共
有
持
分
の
割
合
に
応
ず
る

被
災
住
宅
用
地
の
面
積

二
　
政
令
附
則
第
十
二
条
の
五
第
三
項
第
三
号
又
は
第

五
号
の
規
定
に
よ
り
相
続
人
等
が
前
相
続
人
等
か
ら

被
災
住
宅
用
地
の
全
部
等
を
取
得
し
た
場
合
　
こ
れ

ら
の
規
定
に
よ
り
前
相
続
人
等
が
従
前
所
有
者
等

（
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
前
相
続
人
等
が
前
相
続
人

等
か
ら
当
該
被
災
住
宅
用
地
の
全
部
等
を
取
得
し
た

場
合
に
お
け
る
当
該
被
災
住
宅
用
地
の
全
部
等
を
取

得
し
た
前
相
続
人
等
に
係
る
前
相
続
人
等
を
含
む
。
）

か
ら
取
得
し
た
当
該
被
災
住
宅
用
地
の
全
部
等
の
う

ち
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
相
続
人
等
が
当
該
前
相

続
人
等
か
ら
取
得
し
た
当
該
被
災
住
宅
用
地
の
全
部

若
し
く
は
一
部
の
面
積
又
は
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り

当
該
相
続
人
等
が
当
該
前
相
続
人
等
か
ら
取
得
し
た

当
該
被
災
住
宅
用
地
の
全
部
若
し
く
は
一
部
に
係
る

共
有
持
分
の
割
合
に
応
ず
る
被
災
住
宅
用
地
の
面
積

３
　
政
令
附
則
第
十
二
条
の
五
第
七
項
第
二
号
ロ
に
規
定

す
る
特
例
適
用
住
居
数
は
、
同
号
ロ
の
そ
の
全
部
が
別

荘
の
用
に
供
さ
れ
て
い
た
住
居
以
外
の
住
居
が
、
家
屋

の
う
ち
人
の
居
住
の
用
に
供
す
る
た
め
に
独
立
的
に
区

画
さ
れ
た
部
分
又
は
そ
の
一
部
で
あ
つ
た
場
合
に
は
、

当
該
部
分
の
数
に
よ
る
。

４
　
法
附
則
第
十
六
条
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
総
務
省

令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
　
法
附
則
第
十
六
条
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
被
災

共
用
土
地
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
被
災
共
用
土

地
」
と
い
う
。
）
が
同
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
住
宅
用
地
と
み
な
さ
れ
た
土

地
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
住
宅
用
地
と
み
な
さ

れ
た
土
地
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
部
分
及
び
住
宅
用

地
と
み
な
さ
れ
た
土
地
以
外
の
土
地
（
第
九
項
に
お

い
て
「
非
住
宅
用
地
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
部
分
を

併
せ
有
す
る
土
地
で
あ
る
場
合

二
　
被
災
共
用
土
地
が
法
附
則
第
十
六
条
の
三
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
三
百

四
十
九
条
の
三
の
二
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け

る
土
地
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
小
規
模
住
宅
用

地
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
部
分
及
び
小
規
模
住
宅
用

地
以
外
の
住
宅
用
地
と
み
な
さ
れ
た
土
地
（
以
下
こ
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の
条
に
お
い
て
「
一
般
住
宅
用
地
」
と
い
う
。
）
で

あ
る
部
分
を
併
せ
有
す
る
土
地
で
あ
る
場
合

５
　
被
災
共
用
土
地
の
面
積
が
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係

る
被
災
区
分
所
有
家
屋
（
法
附
則
第
十
六
条
の
三
第
三

項
に
規
定
す
る
被
災
区
分
所
有
家
屋
を
い
う
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
床
面
積
の
十
倍
の
面
積
以

下
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
同
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
被

災
共
用
土
地
に
係
る
持
分
の
割
合
の
補
正
は
、
当
該
持

分
の
割
合
に
、
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る
次
の
表
の

上
欄
に
掲
げ
る
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
（
同
項
に

規
定
す
る
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
を
い
う
。
以
下

こ
の
項
か
ら
第
七
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
区
分

に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
算
式
に
よ
り
計
算
し

た
数
値
を
乗
じ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
の
区

分

算
式

一
　
次
に
掲
げ
る
各
被
災
共
用
土

地
納
税
義
務
者

イ
　
平
成
三
十
年
度
に
係
る
賦
課

期
日
に
お
い
て
そ
の
全
部
が
人
の

居
住
の
用
に
供
さ
れ
て
い
た
専
有

部
分
（
そ
の
全
部
又
は
一
部
が
別

荘
（
政
令
第
三
十
六
条
第
二
項
に

規
定
す
る
別
荘
を
い
う
。
第
三
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
用
に
供
さ
れ

て
い
た
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の

号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を

平
成
三
十
年
六
月
二
十
七
日
に
お

い
て
所
有
し
て
い
た
者
（
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
「
特
例
対
象
者
」

と
い
う
。
）
で
令
和
五
年
度
又
は
令

和
六
年
度
に
係
る
賦
課
期
日
に
お

い
て
当
該
被
災
共
用
土
地
の
面
積

に
そ
の
者
の
当
該
被
災
共
用
土
地

に
係
る
共
有
持
分
（
同
月
二
十
八

日
以
後
に
そ
の
者
が
取
得
し
た
当

該
被
災
共
用
土
地
に
係
る
共
有
持

分
を
除
く
。
以
下
こ
の
イ
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た

面
積
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
（
当

該
専
有
部
分
が
二
以
上
の
部
分
に

独
立
的
に
区
画
さ
れ
て
い
た
場
合

に
は
、
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
に
当

該
専
有
部
分
に
存
し
た
住
居
の
数

を
乗
じ
て
得
た
面
積
と
す
る
。
以

下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
以
下
と
な
る
当
該
共
有
持
分

を
有
し
て
い
る
も
の

（
１
／
Ａ
）×
（
（
Ｂ

×

Ｃ
）
／
Ｄ
）

（
算
式
の
符
号
）

Ａ
　
当
該
被
災
共
用

土
地
に
係
る
固
定
資

産
税
の
課
税
標
準
と

な
る
べ
き
額

Ｂ
　
当
該
被
災
共
用

土
地
に
係
る
小
規
模

住
宅
用
地
で
あ
る
部

分
に
係
る
固
定
資
産

税
の
課
税
標
準
に
相

当
す
る
額

Ｃ
　
当
該
被
災
共
用

土
地
の
面
積

Ｄ
　
当
該
被
災
共
用

土
地
に
係
る
小
規
模

住
宅
用
地
で
あ
る
部

分
の
面
積

ロ
　
政
令
附
則
第
十
二
条
の
五
第

三
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の

規
定
に
よ
り
特
例
対
象
者
か
ら
そ

の
者
が
平
成
三
十
年
六
月
二
十
七

日
に
お
い
て
有
し
て
い
た
当
該
被

災
共
用
土
地
に
係
る
共
有
持
分

（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て

「
特
定
共
有
持
分
」
と
い
う
。
）
を

取
得
し
た
同
条
第
四
項
第
一
号
イ

に
規
定
す
る
相
続
人
等
（
同
条
第

三
項
第
三
号
又
は
第
五
号
の
規
定

に
よ
り
相
続
人
等
か
ら
特
定
共
有

持
分
を
取
得
し
た
相
続
人
等
を
含

む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
相

続
人
等
」
と
い
う
。
）
で
令
和
五
年

度
又
は
令
和
六
年
度
に
係
る
賦
課

期
日
に
お
い
て
当
該
被
災
共
用
土

地
の
面
積
に
そ
の
者
の
当
該
被
災

共
用
土
地
に
係
る
特
定
共
有
持
分

の
割
合
（
当
該
相
続
人
等
に
係
る

特
例
対
象
者
に
つ
き
相
続
人
等
が

複
数
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
特
例

対
象
者
に
係
る
各
相
続
人
等
の
当

該
被
災
共
用
土
地
に
係
る
特
定
共

有
持
分
の
割
合
を
合
算
し
た
も
の

と
す
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
相
続
等
に
係
る
特
定
共
有
持
分
の

割
合
」
と
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た

面
積
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下

と
な
る
当
該
特
定
共
有
持
分
を
有

し
て
い
る
も
の

二
　
次
に
掲
げ
る
各
被
災
共
用
土

地
納
税
義
務
者

イ
　
特
例
対
象
者
で
令
和
五
年
度

又
は
令
和
六
年
度
に
係
る
賦
課
期

日
に
お
い
て
当
該
被
災
共
用
土
地

の
面
積
に
そ
の
者
の
当
該
被
災
共

用
土
地
に
係
る
共
有
持
分
（
平
成

三
十
年
六
月
二
十
八
日
以
後
に
そ

の
者
が
取
得
し
た
当
該
被
災
共
用

土
地
に
係
る
共
有
持
分
を
除
く
。

以
下
こ
の
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

割
合
を
乗
じ
て
得
た
面
積
が
二
百

平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
こ
と
と

な
る
当
該
共
有
持
分
を
有
し
て
い

る
も
の

ロ
　
相
続
人
等
で
令
和
五
年
度
又

は
令
和
六
年
度
に
係
る
賦
課
期
日

イ
　
（
１
／
Ａ
）×

｛
Ｂ×

（
（
Ｃ
＋
（
２

０
０
平
方
メ
ー
ト
ル

×

Ｄ－

Ｅ×

Ｆ
）×

（
（
Ｅ×

Ｇ－

Ｃ
）
／

（
Ｅ×

Ｈ－

２
０
０

平
方
メ
ー
ト
ル×

Ｉ
）
）
）
／
Ｊ
）
＋
Ｋ

×

（
（
Ｅ×

Ｇ－

Ｃ

－

（
２
０
０
平
方
メ

ー
ト
ル×

Ｄ－

Ｅ×

Ｆ
）×

（
（
Ｅ×

Ｇ

－

Ｃ
）
／
（
Ｅ×

Ｈ

－

２
０
０
平
方
メ
ー

ト
ル×

Ｉ
）
）
）
／

Ｌ
）
｝×

（
１
／
Ｇ
）

に
お
い
て
当
該
被
災
共
用
土
地
の

面
積
に
相
続
等
に
係
る
特
定
共
有

持
分
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
面
積

が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る

こ
と
と
な
る
当
該
特
定
共
有
持
分

を
有
し
て
い
る
も
の

ロ
　
（
１
／
Ａ
）×

（
（
Ｂ×

Ｅ
）
／
Ｊ
）

Ｊ＜

Ｅ×

（
Ｆ
＋

Ｈ
）
で
あ
る
場
合
に

は
イ
の
算
式
を
用
い

、
Ｊ≧

Ｅ×

（
Ｆ
＋

Ｈ
）
で
あ
る
場
合
に

は
ロ
の
算
式
を
用
い

る
。

（
算
式
の
符
号
）

Ａ
　
当
該
被
災
共
用

土
地
に
係
る
固
定
資

産
税
の
課
税
標
準
と

な
る
べ
き
額

Ｂ
　
当
該
被
災
共
用

土
地
に
係
る
小
規
模

住
宅
用
地
で
あ
る
部

分
に
係
る
固
定
資
産

税
の
課
税
標
準
に
相

当
す
る
額

Ｃ
　
２
０
０
平
方
メ

ー
ト
ル
（
前
号
イ
に

掲
げ
る
被
災
共
用
土

地
納
税
義
務
者
又
は

同
号
ロ
に
掲
げ
る
相

続
人
等
に
係
る
特
例

対
象
者
（
Ｄ
に
お
い

て
「
専
有
部
分
の
従

前
所
有
者
」
と
い
う

。
）
が
所
有
し
て
い

た
専
有
部
分
が
２
以

上
の
部
分
に
独
立
的

に
区
画
さ
れ
て
い
た

場
合
に
は
、
２
０
０

平
方
メ
ー
ト
ル
に
当

該
専
有
部
分
に
存
し

た
住
居
の
数
（
Ｄ
及

び
Ｉ
に
お
い
て
「
専

有
部
分
の
住
居
数
」

と
い
う
。
）
を
乗
じ

て
得
た
面
積
と
す
る

。
）

Ｄ
　
各
専
有
部
分
の

従
前
所
有
者
が
所
有

し
て
い
た
専
有
部
分

の
数
（
２
以
上
の
部

分
に
独
立
的
に
区
画

さ
れ
て
い
た
専
有
部

分
を
所
有
し
て
い
た

専
有
部
分
の
従
前
所

有
者
に
あ
つ
て
は
、

そ
の
所
有
し
て
い
た

当
該
専
有
部
分
の
数

に
専
有
部
分
の
住
居

数
を
乗
じ
た
も
の
と

す
る
。
）
を
合
算
し

た
も
の

Ｅ
　
当
該
被
災
共
用

土
地
の
面
積

Ｆ
　
前
号
に
掲
げ
る

各
被
災
共
用
土
地
納

税
義
務
者
の
令
和
５

年
度
又
は
令
和
６
年

度
に
係
る
賦
課
期
日

に
お
け
る
当
該
被
災

共
用
土
地
に
係
る
同

号
の
共
有
持
分
又
は

特
定
共
有
持
分
の
割

合
を
合
算
し
た
も
の

Ｇ
　
こ
の
号
に
掲
げ

る
各
被
災
共
用
土
地

納
税
義
務
者
の
令
和

５
年
度
又
は
令
和
６

年
度
に
係
る
賦
課
期

日
に
お
け
る
当
該
被

災
共
用
土
地
に
係
る

同
号
の
共
有
持
分
又

は
特
定
共
有
持
分
の

割
合

Ｈ
　
こ
の
号
に
掲
げ

る
各
被
災
共
用
土
地

納
税
義
務
者
の
令
和

５
年
度
又
は
令
和
６

年
度
に
係
る
賦
課
期

日
に
お
け
る
当
該
被

災
共
用
土
地
に
係
る

同
号
の
共
有
持
分
又

は
特
定
共
有
持
分
の

割
合
を
合
算
し
た
も

のＩ
　
こ
の
号
イ
に
掲

げ
る
被
災
共
用
土
地

納
税
義
務
者
又
は
同

号
ロ
に
掲
げ
る
相
続
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人
等
に
係
る
特
例
対

象
者
（
以
下
こ
の
Ｉ

に
お
い
て
「
専
有
部

分
の
従
前
所
有
者
」

と
い
う
。
）
が
そ
れ

ぞ
れ
所
有
し
て
い
た

専
有
部
分
の
数
（
２

以
上
の
部
分
に
独
立

的
に
区
画
さ
れ
て
い

た
専
有
部
分
を
所
有

し
て
い
た
専
有
部
分

の
従
前
所
有
者
に
あ

つ
て
は
、
そ
の
所
有

し
て
い
た
当
該
専
有

部
分
の
数
に
専
有
部

分
の
住
居
数
を
乗
じ

た
も
の
と
す
る
。
）

を
合
算
し
た
も
の

Ｊ
　
当
該
被
災
共
用

土
地
に
係
る
小
規
模

住
宅
用
地
で
あ
る
部

分
の
面
積

Ｋ
　
当
該
被
災
共
用

土
地
に
係
る
一
般
住

宅
用
地
で
あ
る
部
分

に
係
る
固
定
資
産
税

の
課
税
標
準
に
相
当

す
る
額

Ｌ
　
当
該
被
災
共
用

土
地
に
係
る
一
般
住

宅
用
地
で
あ
る
部
分

の
面
積

三
　
次
に
掲
げ
る
被
災
共
用
土
地

納
税
義
務
者

イ
　
平
成
三
十
年
度
に
係
る
賦
課

期
日
に
お
い
て
人
の
居
住
の
用
に

供
す
る
部
分
（
別
荘
の
用
に
供
す

る
部
分
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
を
有
し
な
い
専
有
部
分
を

有
し
て
い
た
者

ロ
　
平
成
三
十
年
六
月
二
十
八
日

以
後
に
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係

る
共
有
持
分
を
取
得
し
た
者
（
相

続
人
等
を
除
く
。
）

（
Ａ－

（
Ｂ
＋
Ｃ
）
）

／
（
Ａ×

Ｄ
）

（
算
式
の
符
号
）

Ａ
　
当
該
被
災
共
用

土
地
に
係
る
固
定
資

産
税
の
額

Ｂ
　
第
１
号
に
掲
げ

る
各
被
災
共
用
土
地

納
税
義
務
者
の
当
該

被
災
共
用
土
地
に
係

る
固
定
資
産
税
の
額

を
合
算
し
た
も
の

Ｃ
　
前
号
に
掲
げ
る

各
被
災
共
用
土
地
納

税
義
務
者
の
当
該
被

災
共
用
土
地
に
係
る

固
定
資
産
税
の
額
を

合
算
し
た
も
の

Ｄ
　
こ
の
号
に
掲
げ

る
各
被
災
共
用
土
地

納
税
義
務
者
の
令
和

５
年
度
又
は
令
和
６

年
度
に
係
る
賦
課
期

日
に
お
け
る
当
該
被

災
共
用
土
地
に
係
る

共
有
持
分
の
割
合
を

合
算
し
た
も
の

６
　
被
災
共
用
土
地
に
係
る
被
災
区
分
所
有
家
屋
の
専
有

部
分
で
平
成
三
十
年
度
に
係
る
賦
課
期
日
に
お
い
て
人

の
居
住
の
用
に
供
す
る
部
分
及
び
人
の
居
住
の
用
に
供

す
る
部
分
以
外
の
部
分
を
併
せ
有
し
て
い
た
も
の
（
以

下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
併
用
専
有
部
分
」
と

い
う
。
）
を
平
成
三
十
年
六
月
二
十
七
日
に
お
い
て
所

有
し
て
い
た
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
例
対
象

者
」
と
い
う
。
）
で
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
で
あ

る
も
の
又
は
政
令
附
則
第
十
二
条
の
五
第
三
項
第
三
号

か
ら
第
五
号
ま
で
の
規
定
に
よ
り
特
例
対
象
者
か
ら
そ

の
者
が
同
日
に
お
い
て
有
し
て
い
た
当
該
被
災
共
用
土

地
に
係
る
共
有
持
分
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
例

適
用
共
有
持
分
」
と
い
う
。
）
を
取
得
し
た
同
条
第
四

項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
相
続
人
等
（
同
条
第
三
項
第

三
号
又
は
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
相
続
人
等
か
ら
特
例

適
用
共
有
持
分
を
取
得
し
た
相
続
人
等
を
含
む
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
「
相
続
人
等
」
と
い
う
。
）
が
あ
る

場
合
に
は
、
当
該
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
で
あ
る

も
の
又
は
当
該
相
続
人
等
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に

お
い
て
「
併
用
専
有
部
分
に
係
る
被
災
共
用
土
地
納
税

義
務
者
」
と
い
う
。
）
の
令
和
五
年
度
又
は
令
和
六
年

度
に
係
る
賦
課
期
日
に
お
け
る
当
該
被
災
共
用
土
地
に

係
る
特
例
適
用
共
有
持
分
の
割
合
（
当
該
相
続
人
等
に

係
る
特
例
対
象
者
に
つ
き
相
続
人
等
が
複
数
あ
る
場
合

に
は
、
当
該
特
例
対
象
者
に
係
る
各
相
続
人
等
の
当
該

被
災
共
用
土
地
に
係
る
特
例
適
用
共
有
持
分
の
割
合
を

合
算
し
た
も
の
と
す
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特

定
割
合
」
と
い
う
。
）
に
当
該
人
の
居
住
の
用
に
供
す

る
部
分
の
床
面
積
の
当
該
専
有
部
分
の
床
面
積
に
対
す

る
割
合
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
居
住
割
合
」
と
い

う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
数
値
を
当
該
被
災
共
用
土
地
の

面
積
に
乗
じ
て
得
た
面
積
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下

で
あ
る
と
き
は
当
該
併
用
専
有
部
分
に
係
る
被
災
共
用

土
地
納
税
義
務
者
を
も
つ
て
前
項
の
表
の
第
一
号
及
び

第
三
号
に
掲
げ
る
各
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
と
み

な
し
、
当
該
面
積
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
と

き
は
当
該
併
用
専
有
部
分
に
係
る
被
災
共
用
土
地
納
税

義
務
者
を
も
つ
て
同
表
の
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ

る
各
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
と
み
な
し
、
特
定
割

合
に
居
住
割
合
を
乗
じ
て
得
た
数
値
を
も
つ
て
当
該
第

一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
各
被
災
共
用
土
地
納
税
義

務
者
の
令
和
五
年
度
又
は
令
和
六
年
度
に
係
る
賦
課
期

日
に
お
け
る
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る
共
有
持
分
又

は
特
定
共
有
持
分
の
割
合
と
み
な
し
、
特
定
割
合
に
当

該
人
の
居
住
の
用
に
供
す
る
部
分
以
外
の
部
分
の
床
面

積
の
当
該
専
有
部
分
の
床
面
積
に
対
す
る
割
合
を
乗
じ

て
得
た
数
値
を
も
つ
て
当
該
第
三
号
に
掲
げ
る
各
被
災

共
用
土
地
納
税
義
務
者
の
令
和
五
年
度
又
は
令
和
六
年

度
に
係
る
賦
課
期
日
に
お
け
る
当
該
被
災
共
用
土
地
に

係
る
共
有
持
分
の
割
合
と
み
な
し
て
、
同
項
の
規
定
を

適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
併
用
専
有
部

分
に
係
る
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
に
つ
い
て
は
、

次
の
算
式
に
よ
り
計
算
し
た
数
値
を
も
つ
て
当
該
併
用

専
有
部
分
に
係
る
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
の
当
該

被
災
共
用
土
地
に
係
る
持
分
の
割
合
に
乗
ず
る
べ
き
数

値
と
す
る
。

算
式

α
×

Ｋ
＋β

×

（
１－

Ｋ
）

（
算
式
の
符
号
）

α

　
前
項
の
表
の
第
１
号
又
は
第
２
号
に
定
め
る
算

式
に
よ
り
計
算
し
た
数
値

β

　
前
項
の
表
の
第
３
号
に
定
め
る
算
式
に
よ
り
計

算
し
た
数
値

Ｋ
　
居
住
割
合

７
　
第
五
項
の
表
の
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
掲
げ
る

被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
又
は
併
用
専
有
部
分
に
係

る
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
が
平
成
三
十
年
六
月
二

十
八
日
以
後
に
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る
共
有
持
分

（
政
令
附
則
第
十
二
条
の
五
第
三
項
第
三
号
か
ら
第
五

号
ま
で
の
規
定
に
よ
り
そ
の
者
が
取
得
し
た
共
有
持
分

を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
新
た
な
共
有
持

分
」
と
い
う
。
）
を
取
得
し
た
場
合
に
は
、
当
該
新
た

な
共
有
持
分
に
つ
い
て
は
、
当
該
新
た
な
共
有
持
分
を

取
得
し
た
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
を
も
つ
て
同
表

の
第
三
号
に
掲
げ
る
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
の
一

人
と
み
な
し
、
当
該
新
た
な
共
有
持
分
の
面
積
の
当
該

被
災
共
用
土
地
の
面
積
に
対
す
る
割
合
を
同
号
に
掲
げ

る
各
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
の
当
該
被
災
共
用
土

地
に
係
る
共
有
持
分
の
割
合
と
み
な
し
て
、
第
五
項
の

規
定
を
適
用
す
る
。

８
　
前
三
項
の
規
定
は
、
被
災
共
用
土
地
の
面
積
が
当
該

被
災
共
用
土
地
に
係
る
被
災
区
分
所
有
家
屋
の
床
面
積

の
十
倍
の
面
積
を
超
え
る
場
合
に
お
け
る
法
附
則
第
十

六
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
被
災
共
用
土
地

に
係
る
持
分
の
割
合
の
補
正
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中

同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
又
は
算
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
又
は
算
式
に
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。

第五項の表の第一号

当
該
被
災
共
用
土

地
の
面
積

当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る
被
災

区
分
所
有
家
屋
の
床
面
積
の
十
倍

の
面
積

（
１
／
Ａ
）×

（

（
Ｂ×

Ｃ
）
／
Ｄ
）（

１
／
Ａ
）×

（
（
（
Ｂ×

Ｅ
）
／

Ｄ
）
＋
Ｆ×

（
（
Ｃ－

Ｅ
）
／
Ｇ
）

）

Ｄ
　
当
該
被
災
共

用
土
地
に
係
る
小

規
模
住
宅
用
地
で

あ
る
部
分
の
面
積

Ｄ
　
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る

小
規
模
住
宅
用
地
で
あ
る
部
分
の

面
積

Ｅ
　
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る

被
災
区
分
所
有
家
屋
の
床
面
積
の

１
０
倍
の
面
積

Ｆ
　
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る

非
住
宅
用
地
で
あ
る
部
分
に
係
る

固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
に
相
当

す
る
額

Ｇ
　
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る

非
住
宅
用
地
で
あ
る
部
分
の
面
積

第五項の表の第二号

当
該
被
災
共
用
土

地
の
面
積

当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る
被
災

区
分
所
有
家
屋
の
床
面
積
の
十
倍

の
面
積

（

１

／

Ａ

）×

｛
Ｂ×

（
（
Ｃ
＋

（
２
０
０
平
方
メ

ー
ト
ル×

Ｄ－

Ｅ

×

Ｆ
）×

（
（
Ｅ

×

Ｇ－

Ｃ
）
／

（
Ｅ×

Ｈ－

２
０

（
１
／
Ａ
）×

〔
｛
Ｂ×

（
（
Ｃ
＋

（
２
０
０
平
方
メ
ー
ト
ル×

Ｄ－

Ｍ×

Ｆ
）×

（
（
Ｍ×

Ｇ－

Ｃ
）

／
（
Ｍ×

Ｈ－

２
０
０
平
方
メ
ー

ト
ル×

Ｉ
）
）
）
／
Ｊ
）
＋
Ｋ×

（

（
Ｍ×

Ｇ－

Ｃ－

（
２
０
０
平
方

メ
ー
ト
ル×

Ｄ－

Ｍ×

Ｆ
）×

（
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０
平
方
メ
ー
ト
ル

×

Ｉ
）
）
）
／
Ｊ
）

＋
Ｋ×

（
（
Ｅ×

Ｇ－
Ｃ－

（
２
０

０
平
方
メ
ー
ト
ル

×

Ｄ－
Ｅ×

Ｆ
）

×

（
（
Ｅ×
Ｇ－

Ｃ
）
／
（
Ｅ×
Ｈ

－

２
０
０
平
方
メ

ー
ト
ル×

Ｉ
）
）
）

／
Ｌ
）
｝×

（
１

／
Ｇ
）

（
Ｍ×

Ｇ－

Ｃ
）
／
（
Ｍ×

Ｈ－

２
０
０
平
方
メ
ー
ト
ル×

Ｉ
）
）
）

／
Ｌ
）
｝×

（
１
／
Ｇ
）
＋
Ｎ×

（
（
Ｅ－

Ｍ
）
／
Ｏ
）
〕

（
１
／
Ａ
）×

（

（
Ｂ×

Ｅ
）
／
Ｊ
）（

１
／
Ａ
）×
（
（
（
Ｂ×

Ｍ
）
／

Ｊ
）
＋
Ｎ×

（
（
Ｅ－
Ｍ
）
／
Ｏ
）

）

Ｅ×

（
Ｆ
＋
Ｈ
）
Ｍ×

（
Ｆ
＋
Ｈ
）

Ｌ
　
当
該
被
災
共

用
土
地
に
係
る
一

般
住
宅
用
地
で
あ

る
部
分
の
面
積

Ｌ
　
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る

一
般
住
宅
用
地
で
あ
る
部
分
の
面

積Ｍ
　
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る

被
災
区
分
所
有
家
屋
の
床
面
積
の

１
０
倍
の
面
積

Ｎ
　
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る

非
住
宅
用
地
で
あ
る
部
分
に
係
る

固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
に
相
当

す
る
額

Ｏ
　
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る

非
住
宅
用
地
で
あ
る
部
分
の
面
積

第六項

当
該
被
災
共
用
土

地
の
面
積

当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る
被
災

区
分
所
有
家
屋
の
床
面
積
の
十
倍

の
面
積

９
　
法
附
則
第
十
六
条
の
三
第
八
項
の
規
定
の
適
用
が
あ

る
場
合
に
お
け
る
第
四
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
被
災
共
用
土
地

納
税
義
務
者
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
仮
換
地
等
納
税
義

務
者
」
と
す
る
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定

中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

第

四

項

各

号

列

記

以

外

の

部
分

附
則
第
十
六
条
の

三
第
三
項

附
則
第
十
六
条
の
三
第
八
項

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
さ
れ
る
同
条
第
三
項

第

四

項

第

一
号

附
則
第
十
六
条
の

三
第
三
項

附
則
第
十
六
条
の
三
第
八
項

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
さ
れ
る
同
条
第
三
項

被
災
共
用
土
地

特
定
仮
換
地
等

同
条
第
一
項
（
同

条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
次
号
に

お
い
て
同
じ
。
）

同
条
第
六
項
（
同
条
第
七
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ

。
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項

第

四

項

第

二
号

被
災
共
用
土
地

特
定
仮
換
地
等

附
則
第
十
六
条
の

三
第
一
項

附
則
第
十
六
条
の
三
第
六
項

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項

第

五

項

の

表

以

外

の

部
分

被
災
共
用
土
地
の

面
積

特
定
仮
換
地
等
の
面
積

被
災
共
用
土
地
に

係
る
被
災
区
分
所

有
家
屋

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
被
災
区
分
所

有
家
屋

附
則
第
十
六
条
の

三
第
三
項

附
則
第
十
六
条
の
三
第
八
項

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
さ
れ
る
同
条
第
三
項

同
項
の

同
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同

条
第
三
項
の

被
災
共
用
土
地
に

係
る
持
分
の
割
合

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
持
分
の
割
合

被
災
共
用
土
地
に

係
る
次
の

特
定
仮
換
地
等
に
係
る
次
の

第

五

項

の

表

の

第

一

号

被
災
共
用
土
地
の

面
積

特
定
仮
換
地
等
の
面
積

被
災
共
用
土
地
に

係
る
共
有
持
分

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
共
有
持
分

被
災
共
用
土
地
に

係
る
特
定
共
有
持

分

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
特
定
共
有
持

分

被
災
共
用
土
地
に

係
る
固
定
資
産
税

特
定
仮
換
地
等
に
係
る
固
定

資
産
税

被
災
共
用
土
地
に

係
る
小
規
模
住
宅

用
地

特
定
仮
換
地
等
に
係
る
小
規

模
住
宅
用
地

被
災
共
用
土
地
の

面
積

特
定
仮
換
地
等
の
面
積

第

五

項

の

表

の

第

二

号

被
災
共
用
土
地
の

面
積

特
定
仮
換
地
等
の
面
積

被
災
共
用
土
地
に

係
る
共
有
持
分

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
共
有
持
分

被
災
共
用
土
地
に

係
る
固
定
資
産
税

特
定
仮
換
地
等
に
係
る
固
定

資
産
税

被
災
共
用
土
地
に

係
る
小
規
模
住
宅

用
地

特
定
仮
換
地
等
に
係
る
小
規

模
住
宅
用
地

被
災
共
用
土
地
納

税
義
務
者

特
定
仮
換
地
等
納
税
義
務
者

被
災
共
用
土
地
の

面
積

特
定
仮
換
地
等
の
面
積

被
災
共
用
土
地
に

係
る
同
号
の
共
有

持
分
又
は
特
定
共

有
持
分
の
割
合

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
同
号
の
共
有

持
分
又
は
特
定
共
有
持
分
の

割
合

被
災
共
用
土
地
に

係
る
一
般
住
宅
用

地

特
定
仮
換
地
等
に
係
る
一
般

住
宅
用
地

第

五

項

の

表

の

第

三

号

被
災
共
用
土
地
に

係
る
共
有
持
分

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
共
有
持
分

被
災
共
用
土
地
に

係
る
固
定
資
産
税

特
定
仮
換
地
等
に
係
る
固
定

資
産
税

被
災
共
用
土
地
納

税
義
務
者

特
定
仮
換
地
等
納
税
義
務
者

被
災
共
用
土
地
に

係
る
共
有
持
分

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
共
有
持
分

第

六

項

被
災
共
用
土
地
に

係
る
被
災
区
分
所

有
家
屋

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
被
災
区
分
所

有
家
屋

被
災
共
用
土
地
に

係
る
共
有
持
分

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
共
有
持
分

被
災
共
用
土
地
に

係
る
特
例
適
用
共

有
持
分

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
特
例
適
用
共

有
持
分

被
災
共
用
土
地
の

面
積

特
定
仮
換
地
等
の
面
積

被
災
共
用
土
地
に

係
る
持
分
の
割
合

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
持
分
の
割
合

第

七

項

被
災
共
用
土
地
に

係
る
共
有
持
分

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
共
有
持
分

被
災
共
用
土
地
の

面
積

特
定
仮
換
地
等
の
面
積

前

項

の

表

以

外

の

部

分

被
災
共
用
土
地
の

面
積

特
定
仮
換
地
等
の
面
積

被
災
共
用
土
地
に

係
る
被
災
区
分
所

有
家
屋

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
被
災
区
分
所

有
家
屋

被
災
共
用
土
地
に

係
る
持
分
の
割
合

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
持
分
の
割
合

前

項

の

表

の

第

五

項

の

表

の

第

一

号

の
項

被
災
共
用
土
地
の

面
積

特
定
仮
換
地
等
の
面
積

被
災
共
用
土
地
に

係
る
被
災
区
分
所

有
家
屋

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
被
災
区
分
所

有
家
屋

被
災
共
用
土
地
に

係
る
小
規
模
住
宅

用
地

特
定
仮
換
地
等
に
係
る
小
規

模
住
宅
用
地

被
災
共
用
土
地
に

係
る
被
災
区
分
所

有
家
屋

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
被
災
区
分
所

有
家
屋

被
災
共
用
土
地
に

係
る
非
住
宅
用
地

特
定
仮
換
地
等
に
係
る
非
住

宅
用
地

前

項

の

表

の

第
被
災
共
用
土
地
の

面
積

特
定
仮
換
地
等
の
面
積
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五

項

の

表

の

第

二

号

の
項

被
災
共
用
土
地
に

係
る
被
災
区
分
所

有
家
屋

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
被
災
区
分
所

有
家
屋

被
災
共
用
土
地
に

係
る
一
般
住
宅
用

地

特
定
仮
換
地
等
に
係
る
一
般

住
宅
用
地

被
災
共
用
土
地
に

係
る
被
災
区
分
所

有
家
屋

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
被
災
区
分
所

有
家
屋

被
災
共
用
土
地
に

係
る
非
住
宅
用
地

特
定
仮
換
地
等
に
係
る
非
住

宅
用
地

前

項

の

表

の

第

六

項

の
項

被
災
共
用
土
地
の

面
積

特
定
仮
換
地
等
の
面
積

被
災
共
用
土
地
に

係
る
被
災
区
分
所

有
家
屋

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
被
災
区
分
所

有
家
屋

10
　
政
令
附
則
第
十
二
条
の
五
第
十
三
項
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
、
同
項
中
被
災
家
屋
（
同
条
第
十
一
項
第
一

号
に
規
定
す
る
被
災
家
屋
を
い
う
。
次
項
第
一
号
及
び

第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
区
分
所
有
に
係
る
家
屋

で
あ
る
も
の
又
は
同
条
第
十
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
区

分
所
有
に
係
る
特
例
適
用
家
屋
の
専
有
部
分
の
床
面
積

の
算
定
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
家
屋
に
共
用
部
分
が

あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
部
分
の
床
面
積
を
こ
れ
を
共
用

し
て
い
た
又
は
共
用
す
べ
き
各
区
分
所
有
者
の
専
有
部

分
の
床
面
積
の
割
合
に
よ
り
配
分
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

各
区
分
所
有
者
の
専
有
部
分
の
床
面
積
に
算
入
す
る
も

の
と
す
る
。

11
　
政
令
附
則
第
十
二
条
の
五
第
十
八
項
に
規
定
す
る
総

務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す

る
。

一
　
被
災
家
屋
又
は
政
令
附
則
第
十
二
条
の
五
第
十
五

項
第
一
号
に
規
定
す
る
被
災
償
却
資
産
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
被
災
償
却
資
産
」
と
い
う
。
）
を
所

有
し
て
い
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
本

店
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、
被
災
家
屋

又
は
被
災
償
却
資
産
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
法
附
則

第
十
六
条
の
三
第
十
項
又
は
第
十
一
項
の
規
定
の
適

用
を
受
け
よ
う
と
す
る
家
屋
又
は
償
却
資
産
（
以
下

こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
「
代
替
家
屋
等
」
と
い

う
。
）
の
所
有
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
又
は
本

店
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
個
人
番

号
又
は
法
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個

人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法

律
第
二
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
法
人
番
号
を
い

う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
個
人
番
号
又

は
法
人
番
号
を
有
し
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
氏
名
又

は
名
称
及
び
住
所
又
は
本
店
若
し
く
は
主
た
る
事
務

所
の
所
在
地
）
並
び
に
当
該
被
災
家
屋
又
は
被
災
償

却
資
産
及
び
当
該
代
替
家
屋
等
の
所
在
地
を
記
載
し

た
書
類
並
び
に
当
該
被
災
家
屋
又
は
被
災
償
却
資
産

が
平
成
三
十
年
七
月
豪
雨
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
こ

と
に
つ
い
て
当
該
被
災
家
屋
又
は
被
災
償
却
資
産
の

所
在
地
の
市
町
村
長
が
証
す
る
書
類
そ
の
他
の
当
該

被
災
家
屋
又
は
被
災
償
却
資
産
が
平
成
三
十
年
七
月

豪
雨
に
よ
り
滅
失
し
、
又
は
損
壊
し
た
旨
を
証
す
る

書
類

二
　
被
災
家
屋
又
は
被
災
償
却
資
産
が
平
成
三
十
年
度

分
の
固
定
資
産
税
に
係
る
固
定
資
産
課
税
台
帳
に
登

録
さ
れ
て
い
た
旨
を
証
す
る
書
類
そ
の
他
の
被
災
家

屋
又
は
被
災
償
却
資
産
が
存
し
た
こ
と
を
証
す
る
書

類
及
び
代
替
家
屋
等
の
詳
細
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

三
　
政
令
附
則
第
十
二
条
の
五
第
十
一
項
第
二
号
か
ら

第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
又
は
同
条
第
十
五
項
第
二

号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
（
以
下
こ
の
号
に

お
い
て
「
相
続
人
等
」
と
い
う
。
）
が
法
附
則
第
十

六
条
の
三
第
十
項
又
は
第
十
一
項
の
規
定
の
適
用
を

受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
前
二
号
に
掲
げ
る
も

の
の
ほ
か
、
政
令
附
則
第
十
二
条
の
五
第
十
一
項
第

二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
又
は
同
条
第
十
五
項
第
三
号

若
し
く
は
第
四
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
戸
籍
の

謄
本
又
は
法
人
に
係
る
登
記
事
項
証
明
書
、
同
項
第

二
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
被
災
償
却
資
産
に
係

る
売
買
契
約
書
そ
の
他
の
そ
の
適
用
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
が
相
続
人
等
に
該
当
す
る
旨
を
証
す
る
書
類

（
政
令
附
則
第
十
二
条
の
六
第
四
項
第
一
号
に
規
定
す

る
総
務
省
令
で
定
め
る
面
積
等
）

第
七
条
の
五
　
政
令
附
則
第
十
二
条
の
六
第
四
項
第
一
号

イ
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
面
積
は
、
同
号
イ

に
規
定
す
る
従
前
所
有
者
等
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項

に
お
い
て
「
従
前
所
有
者
等
」
と
い
う
。
）
が
令
和
二

年
七
月
二
日
に
お
い
て
共
有
持
分
を
有
し
て
い
た
法
附

則
第
十
六
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
被
災
住
宅
用
地

（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
被
災
住
宅
用
地
」

と
い
う
。
）
の
全
部
又
は
一
部
に
係
る
当
該
共
有
持
分

の
割
合
に
応
ず
る
被
災
住
宅
用
地
の
面
積
の
う
ち
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

定
め
る
面
積
と
す
る
。

一
　
政
令
附
則
第
十
二
条
の
六
第
三
項
第
三
号
か
ら
第

五
号
ま
で
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
四
項
第
一
号
イ
に

規
定
す
る
相
続
人
等
（
次
号
及
び
次
項
に
お
い
て

「
相
続
人
等
」
と
い
う
。
）
が
従
前
所
有
者
等
か
ら
被

災
住
宅
用
地
の
一
部
又
は
被
災
住
宅
用
地
の
全
部
若

し
く
は
一
部
に
係
る
共
有
持
分
（
次
号
に
お
い
て

「
被
災
住
宅
用
地
の
一
部
等
」
と
い
う
。
）
を
取
得
し

た
場
合
　
そ
の
取
得
し
た
当
該
被
災
住
宅
用
地
の
一

部
の
面
積
又
は
そ
の
取
得
し
た
当
該
被
災
住
宅
用
地

の
全
部
若
し
く
は
一
部
に
係
る
共
有
持
分
の
割
合
に

応
ず
る
被
災
住
宅
用
地
の
面
積

二
　
政
令
附
則
第
十
二
条
の
六
第
三
項
第
三
号
又
は
第

五
号
の
規
定
に
よ
り
相
続
人
等
が
こ
れ
ら
の
規
定
に

掲
げ
る
者
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
第
二
号
に
お
い

て
「
前
相
続
人
等
」
と
い
う
。
）
か
ら
被
災
住
宅
用

地
の
一
部
等
を
取
得
し
た
場
合
　
同
条
第
三
項
第
三

号
又
は
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
前
相
続
人
等
が
従
前

所
有
者
等
（
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
前
相
続
人
等
が

前
相
続
人
等
か
ら
当
該
被
災
住
宅
用
地
の
一
部
等
を

取
得
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
被
災
住
宅
用
地
の
一

部
等
を
取
得
し
た
前
相
続
人
等
に
係
る
前
相
続
人
等

を
含
む
。
）
か
ら
取
得
し
た
当
該
被
災
住
宅
用
地
の

一
部
等
の
う
ち
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
当
該
相
続

人
等
が
当
該
前
相
続
人
等
か
ら
取
得
し
た
当
該
被
災

住
宅
用
地
の
一
部
の
面
積
又
は
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ

り
当
該
相
続
人
等
が
当
該
前
相
続
人
等
か
ら
取
得
し

た
当
該
被
災
住
宅
用
地
の
全
部
若
し
く
は
一
部
に
係

る
共
有
持
分
の
割
合
に
応
ず
る
被
災
住
宅
用
地
の

面
積

２
　
政
令
附
則
第
十
二
条
の
六
第
四
項
第
一
号
ロ
及
び
ハ

に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
面
積
は
、
従
前
所
有

者
等
が
令
和
二
年
七
月
二
日
に
お
い
て
所
有
し
て
い
た

被
災
住
宅
用
地
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
面
積
又
は
共

有
持
分
を
有
し
て
い
た
被
災
住
宅
用
地
の
全
部
若
し
く

は
一
部
に
係
る
当
該
共
有
持
分
の
割
合
に
応
ず
る
被
災

住
宅
用
地
の
面
積
の
う
ち
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合

の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
面
積
と
す
る
。

一
　
政
令
附
則
第
十
二
条
の
六
第
三
項
第
三
号
か
ら
第

五
号
ま
で
の
規
定
に
よ
り
相
続
人
等
が
従
前
所
有
者

等
か
ら
被
災
住
宅
用
地
の
全
部
若
し
く
は
一
部
又
は

被
災
住
宅
用
地
の
全
部
若
し
く
は
一
部
に
係
る
共
有

持
分
（
次
号
に
お
い
て
「
被
災
住
宅
用
地
の
全
部

等
」
と
い
う
。
）
を
取
得
し
た
場
合
　
そ
の
取
得
し

た
当
該
被
災
住
宅
用
地
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
面

積
又
は
そ
の
取
得
し
た
当
該
被
災
住
宅
用
地
の
全
部

若
し
く
は
一
部
に
係
る
共
有
持
分
の
割
合
に
応
ず
る

被
災
住
宅
用
地
の
面
積

二
　
政
令
附
則
第
十
二
条
の
六
第
三
項
第
三
号
又
は
第

五
号
の
規
定
に
よ
り
相
続
人
等
が
前
相
続
人
等
か
ら

被
災
住
宅
用
地
の
全
部
等
を
取
得
し
た
場
合
　
こ
れ

ら
の
規
定
に
よ
り
前
相
続
人
等
が
従
前
所
有
者
等

（
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
前
相
続
人
等
が
前
相
続
人

等
か
ら
当
該
被
災
住
宅
用
地
の
全
部
等
を
取
得
し
た

場
合
に
お
け
る
当
該
被
災
住
宅
用
地
の
全
部
等
を
取

得
し
た
前
相
続
人
等
に
係
る
前
相
続
人
等
を
含
む
。
）

か
ら
取
得
し
た
当
該
被
災
住
宅
用
地
の
全
部
等
の
う

ち
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
相
続
人
等
が
当
該
前
相

続
人
等
か
ら
取
得
し
た
当
該
被
災
住
宅
用
地
の
全
部

若
し
く
は
一
部
の
面
積
又
は
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り

当
該
相
続
人
等
が
当
該
前
相
続
人
等
か
ら
取
得
し
た

当
該
被
災
住
宅
用
地
の
全
部
若
し
く
は
一
部
に
係
る

共
有
持
分
の
割
合
に
応
ず
る
被
災
住
宅
用
地
の
面
積

３
　
政
令
附
則
第
十
二
条
の
六
第
七
項
第
二
号
ロ
に
規
定

す
る
特
例
適
用
住
居
数
は
、
同
号
ロ
の
そ
の
全
部
が
別

荘
の
用
に
供
さ
れ
て
い
た
住
居
以
外
の
住
居
が
、
家
屋

の
う
ち
人
の
居
住
の
用
に
供
す
る
た
め
に
独
立
的
に
区

画
さ
れ
た
部
分
又
は
そ
の
一
部
で
あ
つ
た
場
合
に
は
、

当
該
部
分
の
数
に
よ
る
。

４
　
法
附
則
第
十
六
条
の
四
第
三
項
に
規
定
す
る
総
務
省

令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
　
法
附
則
第
十
六
条
の
四
第
三
項
に
規
定
す
る
被
災

共
用
土
地
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
被
災
共
用
土

地
」
と
い
う
。
）
が
同
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
住
宅
用
地
と
み
な
さ
れ
た
土

地
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
住
宅
用
地
と
み
な
さ

れ
た
土
地
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
部
分
及
び
住
宅
用

地
と
み
な
さ
れ
た
土
地
以
外
の
土
地
（
第
九
項
に
お

い
て
「
非
住
宅
用
地
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
部
分
を

併
せ
有
す
る
土
地
で
あ
る
場
合

二
　
被
災
共
用
土
地
が
法
附
則
第
十
六
条
の
四
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
三
百

四
十
九
条
の
三
の
二
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け

る
土
地
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
小
規
模
住
宅
用

地
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
部
分
及
び
小
規
模
住
宅
用

地
以
外
の
住
宅
用
地
と
み
な
さ
れ
た
土
地
（
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
「
一
般
住
宅
用
地
」
と
い
う
。
）
で

あ
る
部
分
を
併
せ
有
す
る
土
地
で
あ
る
場
合

５
　
被
災
共
用
土
地
の
面
積
が
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係

る
被
災
区
分
所
有
家
屋
（
法
附
則
第
十
六
条
の
四
第
三

項
に
規
定
す
る
被
災
区
分
所
有
家
屋
を
い
う
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
床
面
積
の
十
倍
の
面
積
以

下
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
同
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
被

災
共
用
土
地
に
係
る
持
分
の
割
合
の
補
正
は
、
当
該
持

分
の
割
合
に
、
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る
次
の
表
の

上
欄
に
掲
げ
る
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
（
同
項
に
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規
定
す
る
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
を
い
う
。
以
下

こ
の
項
か
ら
第
七
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
区
分

に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
算
式
に
よ
り
計
算
し

た
数
値
を
乗
じ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
の

区
分

算
式

一
　
次
に
掲
げ
る
各
被
災
共
用

土
地
納
税
義
務
者

イ
　
令
和
二
年
度
に
係
る
賦
課

期
日
に
お
い
て
そ
の
全
部
が
人

の
居
住
の
用
に
供
さ
れ
て
い
た

専
有
部
分
（
そ
の
全
部
又
は
一

部
が
別
荘
（
政
令
第
三
十
六
条

第
二
項
に
規
定
す
る
別
荘
を
い

う
。
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
用
に
供
さ
れ
て
い
た
も
の
を

除
く
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
を
令
和
二
年

七
月
二
日
に
お
い
て
所
有
し
て

い
た
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
特
例
対
象
者
」
と
い
う
。
）

で
令
和
五
年
度
又
は
令
和
六
年

度
に
係
る
賦
課
期
日
に
お
い
て

当
該
被
災
共
用
土
地
の
面
積
に

そ
の
者
の
当
該
被
災
共
用
土
地

に
係
る
共
有
持
分
（
同
月
三
日

以
後
に
そ
の
者
が
取
得
し
た
当

該
被
災
共
用
土
地
に
係
る
共
有

持
分
を
除
く
。
以
下
こ
の
イ
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
割
合
を
乗
じ

て
得
た
面
積
が
二
百
平
方
メ
ー

ト
ル
（
当
該
専
有
部
分
が
二
以

上
の
部
分
に
独
立
的
に
区
画
さ

れ
て
い
た
場
合
に
は
、
二
百
平

方
メ
ー
ト
ル
に
当
該
専
有
部
分

に
存
し
た
住
居
の
数
を
乗
じ
て

得
た
面
積
と
す
る
。
以
下
こ
の

項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

以
下
と
な
る
当
該
共
有
持
分
を

有
し
て
い
る
も
の

ロ
　
政
令
附
則
第
十
二
条
の
六

第
三
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま

で
の
規
定
に
よ
り
特
例
対
象
者

か
ら
そ
の
者
が
令
和
二
年
七
月

二
日
に
お
い
て
有
し
て
い
た
当

該
被
災
共
用
土
地
に
係
る
共
有

持
分
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項

（
１
／
Ａ
）×

（
（
Ｂ×

Ｃ
）
／
Ｄ
）

（
算
式
の
符
号
）

Ａ
　
当
該
被
災
共
用
土

地
に
係
る
固
定
資
産
税

の
課
税
標
準
と
な
る
べ

き
額

Ｂ
　
当
該
被
災
共
用
土

地
に
係
る
小
規
模
住
宅

用
地
で
あ
る
部
分
に
係

る
固
定
資
産
税
の
課
税

標
準
に
相
当
す
る
額

Ｃ
　
当
該
被
災
共
用
土

地
の
面
積

Ｄ
　
当
該
被
災
共
用
土

地
に
係
る
小
規
模
住
宅

用
地
で
あ
る
部
分
の
面

積

に
お
い
て
「
特
定
共
有
持
分
」

と
い
う
。
）
を
取
得
し
た
同
条
第

四
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
相

続
人
等
（
同
条
第
三
項
第
三
号

又
は
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
相

続
人
等
か
ら
特
定
共
有
持
分
を

取
得
し
た
相
続
人
等
を
含
む
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
相
続

人
等
」
と
い
う
。
）
で
令
和
五
年

度
又
は
令
和
六
年
度
に
係
る
賦

課
期
日
に
お
い
て
当
該
被
災
共

用
土
地
の
面
積
に
そ
の
者
の
当

該
被
災
共
用
土
地
に
係
る
特
定

共
有
持
分
の
割
合
（
当
該
相
続

人
等
に
係
る
特
例
対
象
者
に
つ

き
相
続
人
等
が
複
数
あ
る
場
合

に
は
、
当
該
特
例
対
象
者
に
係

る
各
相
続
人
等
の
当
該
被
災
共

用
土
地
に
係
る
特
定
共
有
持
分

の
割
合
を
合
算
し
た
も
の
と
す

る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
相
続
等
に
係
る
特
定
共
有
持
分

の
割
合
」
と
い
う
。
）
を
乗
じ
て

得
た
面
積
が
二
百
平
方
メ
ー
ト

ル
以
下
と
な
る
当
該
特
定
共
有

持
分
を
有
し
て
い
る
も
の

二
　
次
に
掲
げ
る
各
被
災
共
用

土
地
納
税
義
務
者

イ
　
特
例
対
象
者
で
令
和
五
年

度
又
は
令
和
六
年
度
に
係
る
賦

課
期
日
に
お
い
て
当
該
被
災
共

用
土
地
の
面
積
に
そ
の
者
の
当

該
被
災
共
用
土
地
に
係
る
共
有

持
分
（
令
和
二
年
七
月
三
日
以

後
に
そ
の
者
が
取
得
し
た
当
該

被
災
共
用
土
地
に
係
る
共
有
持

分
を
除
く
。
以
下
こ
の
イ
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
割
合
を
乗
じ
て

得
た
面
積
が
二
百
平
方
メ
ー
ト

ル
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
当
該

共
有
持
分
を
有
し
て
い
る
も
の

ロ
　
相
続
人
等
で
令
和
五
年
度

又
は
令
和
六
年
度
に
係
る
賦
課

期
日
に
お
い
て
当
該
被
災
共
用

土
地
の
面
積
に
相
続
等
に
係
る

特
定
共
有
持
分
の
割
合
を
乗
じ

て
得
た
面
積
が
二
百
平
方
メ
ー

イ

　
（

１

／

Ａ

）×
｛
Ｂ×

（
（
Ｃ
＋
（
２
０

０
平
方
メ
ー
ト
ル×

Ｄ

－

Ｅ×
Ｆ
）×

（
（
Ｅ

×

Ｇ－
Ｃ
）
／
（
Ｅ×

Ｈ－

２
０
０
平
方
メ
ー

ト
ル×

Ｉ
）
）
）
／
Ｊ
）

＋
Ｋ×

（
（
Ｅ×
Ｇ－

Ｃ－

（
２
０
０
平
方
メ

ー
ト
ル×

Ｄ－

Ｅ×

Ｆ
）×

（
（
Ｅ×

Ｇ－

Ｃ
）
／
（
Ｅ×

Ｈ－

２

０
０
平
方
メ
ー
ト
ル×

Ｉ
）
）
）
／
Ｌ
）
｝×

（
１
／
Ｇ
）

ロ
　
（
１
／
Ａ
）×

（

（
Ｂ×

Ｅ
）
／
Ｊ
）

Ｊ＜

Ｅ×

（
Ｆ
＋
Ｈ
）

で
あ
る
場
合
に
は
イ
の

算
式
を
用
い
、
Ｊ≧

Ｅ

×

（
Ｆ
＋
Ｈ
）
で
あ
る

ト
ル
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
当

該
特
定
共
有
持
分
を
有
し
て
い

る
も
の

場
合
に
は
ロ
の
算
式
を

用
い
る
。

（
算
式
の
符
号
）

Ａ
　
当
該
被
災
共
用
土

地
に
係
る
固
定
資
産
税

の
課
税
標
準
と
な
る
べ

き
額

Ｂ
　
当
該
被
災
共
用
土

地
に
係
る
小
規
模
住
宅

用
地
で
あ
る
部
分
に
係

る
固
定
資
産
税
の
課
税

標
準
に
相
当
す
る
額

Ｃ
　
２
０
０
平
方
メ
ー

ト
ル
（
前
号
イ
に
掲
げ

る
被
災
共
用
土
地
納
税

義
務
者
又
は
同
号
ロ
に

掲
げ
る
相
続
人
等
に
係

る
特
例
対
象
者
（
Ｄ
に

お
い
て
「
専
有
部
分
の

従
前
所
有
者
」
と
い
う

。
）
が
所
有
し
て
い
た

専
有
部
分
が
２
以
上
の

部
分
に
独
立
的
に
区
画

さ
れ
て
い
た
場
合
に
は

、
２
０
０
平
方
メ
ー
ト

ル
に
当
該
専
有
部
分
に

存
し
た
住
居
の
数
（
Ｄ

及
び
Ｉ
に
お
い
て
「
専

有
部
分
の
住
居
数
」
と

い
う
。
）
を
乗
じ
て
得

た
面
積
と
す
る
。
）

Ｄ
　
各
専
有
部
分
の
従

前
所
有
者
が
所
有
し
て

い
た
専
有
部
分
の
数

（
２
以
上
の
部
分
に
独

立
的
に
区
画
さ
れ
て
い

た
専
有
部
分
を
所
有
し

て
い
た
専
有
部
分
の
従

前
所
有
者
に
あ
つ
て
は

、
そ
の
所
有
し
て
い
た

当
該
専
有
部
分
の
数
に

専
有
部
分
の
住
居
数
を

乗
じ
た
も
の
と
す
る
。
）

を
合
算
し
た
も
の

Ｅ
　
当
該
被
災
共
用
土

地
の
面
積

Ｆ
　
前
号
に
掲
げ
る
各

被
災
共
用
土
地
納
税
義

務
者
の
令
和
５
年
度
又

は
令
和
６
年
度
に
係
る

賦
課
期
日
に
お
け
る
当

該
被
災
共
用
土
地
に
係

る
同
号
の
共
有
持
分
又

は
特
定
共
有
持
分
の
割

合
を
合
算
し
た
も
の

Ｇ
　
こ
の
号
に
掲
げ
る

各
被
災
共
用
土
地
納
税

義
務
者
の
令
和
５
年
度

又
は
令
和
６
年
度
に
係

る
賦
課
期
日
に
お
け
る

当
該
被
災
共
用
土
地
に

係
る
同
号
の
共
有
持
分

又
は
特
定
共
有
持
分
の

割
合

Ｈ
　
こ
の
号
に
掲
げ
る

各
被
災
共
用
土
地
納
税

義
務
者
の
令
和
５
年
度

又
は
令
和
６
年
度
に
係

る
賦
課
期
日
に
お
け
る

当
該
被
災
共
用
土
地
に

係
る
同
号
の
共
有
持
分

又
は
特
定
共
有
持
分
の

割
合
を
合
算
し
た
も
の

Ｉ
　
こ
の
号
イ
に
掲
げ

る
被
災
共
用
土
地
納
税

義
務
者
又
は
同
号
ロ
に

掲
げ
る
相
続
人
等
に
係

る
特
例
対
象
者
（
以
下

こ
の
Ｉ
に
お
い
て
「
専

有
部
分
の
従
前
所
有

者
」
と
い
う
。
）
が
そ

れ
ぞ
れ
所
有
し
て
い
た

専
有
部
分
の
数
（
２
以

上
の
部
分
に
独
立
的
に

区
画
さ
れ
て
い
た
専
有

部
分
を
所
有
し
て
い
た

専
有
部
分
の
従
前
所
有

者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の

所
有
し
て
い
た
当
該
専

有
部
分
の
数
に
専
有
部

分
の
住
居
数
を
乗
じ
た

も
の
と
す
る
。
）
を
合

算
し
た
も
の

Ｊ
　
当
該
被
災
共
用
土

地
に
係
る
小
規
模
住
宅
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用
地
で
あ
る
部
分
の
面

積Ｋ
　
当
該
被
災
共
用
土

地
に
係
る
一
般
住
宅
用

地
で
あ
る
部
分
に
係
る

固
定
資
産
税
の
課
税
標

準
に
相
当
す
る
額

Ｌ
　
当
該
被
災
共
用
土

地
に
係
る
一
般
住
宅
用

地
で
あ
る
部
分
の
面
積

三
　
次
に
掲
げ
る
被
災
共
用
土

地
納
税
義
務
者

イ
　
令
和
二
年
度
に
係
る
賦
課

期
日
に
お
い
て
人
の
居
住
の
用

に
供
す
る
部
分
（
別
荘
の
用
に

供
す
る
部
分
を
除
く
。
次
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
を
有
し
な
い
専

有
部
分
を
有
し
て
い
た
者

ロ
　
令
和
二
年
七
月
三
日
以
後

に
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る

共
有
持
分
を
取
得
し
た
者
（
相

続
人
等
を
除
く
。
）

（
Ａ－

（
Ｂ
＋
Ｃ
）
）
／

（
Ａ×

Ｄ
）

（
算
式
の
符
号
）

Ａ
　
当
該
被
災
共
用
土

地
に
係
る
固
定
資
産
税

の
額

Ｂ
　
第
１
号
に
掲
げ
る

各
被
災
共
用
土
地
納
税

義
務
者
の
当
該
被
災
共

用
土
地
に
係
る
固
定
資

産
税
の
額
を
合
算
し
た

も
の

Ｃ
　
前
号
に
掲
げ
る
各

被
災
共
用
土
地
納
税
義

務
者
の
当
該
被
災
共
用

土
地
に
係
る
固
定
資
産

税
の
額
を
合
算
し
た
も

のＤ
　
こ
の
号
に
掲
げ
る

各
被
災
共
用
土
地
納
税

義
務
者
の
令
和
５
年
度

又
は
令
和
６
年
度
に
係

る
賦
課
期
日
に
お
け
る

当
該
被
災
共
用
土
地
に

係
る
共
有
持
分
の
割
合

を
合
算
し
た
も
の

６
　
被
災
共
用
土
地
に
係
る
被
災
区
分
所
有
家
屋
の
専
有

部
分
で
令
和
二
年
度
に
係
る
賦
課
期
日
に
お
い
て
人
の

居
住
の
用
に
供
す
る
部
分
及
び
人
の
居
住
の
用
に
供
す

る
部
分
以
外
の
部
分
を
併
せ
有
し
て
い
た
も
の
（
以
下

こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
併
用
専
有
部
分
」
と
い

う
。
）
を
令
和
二
年
七
月
二
日
に
お
い
て
所
有
し
て
い

た
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
例
対
象
者
」
と
い

う
。
）
で
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
で
あ
る
も
の
又

は
政
令
附
則
第
十
二
条
の
六
第
三
項
第
三
号
か
ら
第
五

号
ま
で
の
規
定
に
よ
り
特
例
対
象
者
か
ら
そ
の
者
が
同

日
に
お
い
て
有
し
て
い
た
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る

共
有
持
分
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
例
適
用
共
有

持
分
」
と
い
う
。
）
を
取
得
し
た
同
条
第
四
項
第
一
号

イ
に
規
定
す
る
相
続
人
等
（
同
条
第
三
項
第
三
号
又
は

第
五
号
の
規
定
に
よ
り
相
続
人
等
か
ら
特
例
適
用
共
有

持
分
を
取
得
し
た
相
続
人
等
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
相
続
人
等
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
場
合
に
は
、

当
該
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
で
あ
る
も
の
又
は
当

該
相
続
人
等
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
併

用
専
有
部
分
に
係
る
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
」
と

い
う
。
）
の
令
和
五
年
度
又
は
令
和
六
年
度
に
係
る
賦

課
期
日
に
お
け
る
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る
特
例
適

用
共
有
持
分
の
割
合
（
当
該
相
続
人
等
に
係
る
特
例
対

象
者
に
つ
き
相
続
人
等
が
複
数
あ
る
場
合
に
は
、
当
該

特
例
対
象
者
に
係
る
各
相
続
人
等
の
当
該
被
災
共
用
土

地
に
係
る
特
例
適
用
共
有
持
分
の
割
合
を
合
算
し
た
も

の
と
す
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
割
合
」
と

い
う
。
）
に
当
該
人
の
居
住
の
用
に
供
す
る
部
分
の
床

面
積
の
当
該
専
有
部
分
の
床
面
積
に
対
す
る
割
合
（
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
居
住
割
合
」
と
い
う
。
）
を
乗

じ
て
得
た
数
値
を
当
該
被
災
共
用
土
地
の
面
積
に
乗
じ

て
得
た
面
積
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
と
き

は
当
該
併
用
専
有
部
分
に
係
る
被
災
共
用
土
地
納
税
義

務
者
を
も
つ
て
前
項
の
表
の
第
一
号
及
び
第
三
号
に
掲

げ
る
各
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
と
み
な
し
、
当
該

面
積
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
と
き
は
当
該
併

用
専
有
部
分
に
係
る
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
を
も

つ
て
同
表
の
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
各
被
災
共

用
土
地
納
税
義
務
者
と
み
な
し
、
特
定
割
合
に
居
住
割

合
を
乗
じ
て
得
た
数
値
を
も
つ
て
当
該
第
一
号
又
は
第

二
号
に
掲
げ
る
各
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
の
令
和

五
年
度
又
は
令
和
六
年
度
に
係
る
賦
課
期
日
に
お
け
る

当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る
共
有
持
分
又
は
特
定
共
有

持
分
の
割
合
と
み
な
し
、
特
定
割
合
に
当
該
人
の
居
住

の
用
に
供
す
る
部
分
以
外
の
部
分
の
床
面
積
の
当
該
専

有
部
分
の
床
面
積
に
対
す
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
数
値

を
も
つ
て
当
該
第
三
号
に
掲
げ
る
各
被
災
共
用
土
地
納

税
義
務
者
の
令
和
五
年
度
又
は
令
和
六
年
度
に
係
る
賦

課
期
日
に
お
け
る
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る
共
有
持

分
の
割
合
と
み
な
し
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
併
用
専
有
部
分
に
係
る
被

災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
に
つ
い
て
は
、
次
の
算
式
に

よ
り
計
算
し
た
数
値
を
も
つ
て
当
該
併
用
専
有
部
分
に

係
る
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
の
当
該
被
災
共
用
土

地
に
係
る
持
分
の
割
合
に
乗
ず
る
べ
き
数
値
と
す
る
。

算
式

α
×

Ｋ
＋β

×

（
１－

Ｋ
）

（
算
式
の
符
号
）

α

　
前
項
の
表
の
第
１
号
又
は
第
２
号
に
定
め
る
算

式
に
よ
り
計
算
し
た
数
値

β

　
前
項
の
表
の
第
３
号
に
定
め
る
算
式
に
よ
り
計

算
し
た
数
値

Ｋ
　
居
住
割
合

７
　
第
五
項
の
表
の
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
掲
げ
る

被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
又
は
併
用
専
有
部
分
に
係

る
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
が
令
和
二
年
七
月
三
日

以
後
に
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る
共
有
持
分
（
政
令

附
則
第
十
二
条
の
六
第
三
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で

の
規
定
に
よ
り
そ
の
者
が
取
得
し
た
共
有
持
分
を
除

く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
新
た
な
共
有
持
分
」
と

い
う
。
）
を
取
得
し
た
場
合
に
は
、
当
該
新
た
な
共
有

持
分
に
つ
い
て
は
、
当
該
新
た
な
共
有
持
分
を
取
得
し

た
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
を
も
つ
て
同
表
の
第
三

号
に
掲
げ
る
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
の
一
人
と
み

な
し
、
当
該
新
た
な
共
有
持
分
の
面
積
の
当
該
被
災
共

用
土
地
の
面
積
に
対
す
る
割
合
を
同
号
に
掲
げ
る
各
被

災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
の
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係

る
共
有
持
分
の
割
合
と
み
な
し
て
、
第
五
項
の
規
定
を

適
用
す
る
。

８
　
前
三
項
の
規
定
は
、
被
災
共
用
土
地
の
面
積
が
当
該

被
災
共
用
土
地
に
係
る
被
災
区
分
所
有
家
屋
の
床
面
積

の
十
倍
の
面
積
を
超
え
る
場
合
に
お
け
る
法
附
則
第
十

六
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
被
災
共
用
土
地

に
係
る
持
分
の
割
合
の
補
正
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中

同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
又
は
算
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
又
は
算
式
に
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。

第五項の表の第一号

当
該
被
災
共
用
土

地
の
面
積

当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る
被
災

区
分
所
有
家
屋
の
床
面
積
の
十
倍

の
面
積

（
１
／
Ａ
）×

（

（
Ｂ×

Ｃ
）
／
Ｄ
）（

１
／
Ａ
）×

（
（
（
Ｂ×

Ｅ
）
／

Ｄ
）
＋
Ｆ×

（
（
Ｃ－

Ｅ
）
／
Ｇ
）

）

Ｄ
　
当
該
被
災
共

用
土
地
に
係
る
小

規
模
住
宅
用
地
で

あ
る
部
分
の
面
積

Ｄ
　
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る

小
規
模
住
宅
用
地
で
あ
る
部
分
の

面
積

Ｅ
　
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る

被
災
区
分
所
有
家
屋
の
床
面
積
の

１
０
倍
の
面
積

Ｆ
　
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る

非
住
宅
用
地
で
あ
る
部
分
に
係
る

固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
に
相
当

す
る
額

Ｇ
　
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る

非
住
宅
用
地
で
あ
る
部
分
の
面
積

第五項の表の第二号

当
該
被
災
共
用
土

地
の
面
積

当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る
被
災

区
分
所
有
家
屋
の
床
面
積
の
十
倍

の
面
積

（

１

／

Ａ

）×

｛
Ｂ×

（
（
Ｃ
＋

（
２
０
０
平
方
メ

ー
ト
ル×

Ｄ－

Ｅ

×

Ｆ
）×

（
（
Ｅ

×

Ｇ－

Ｃ
）
／

（
Ｅ×

Ｈ－

２
０

０
平
方
メ
ー
ト
ル

×

Ｉ
）
）
）
／
Ｊ
）

＋
Ｋ×

（
（
Ｅ×

Ｇ－

Ｃ－

（
２
０

０
平
方
メ
ー
ト
ル

×

Ｄ－

Ｅ×

Ｆ
）

×

（
（
Ｅ×

Ｇ－

Ｃ
）
／
（
Ｅ×

Ｈ

－

２
０
０
平
方
メ

ー
ト
ル×

Ｉ
）
）
）

／
Ｌ
）
｝×

（
１

／
Ｇ
）

（
１
／
Ａ
）×

〔
｛
Ｂ×

（
（
Ｃ
＋

（
２
０
０
平
方
メ
ー
ト
ル×

Ｄ－

Ｍ×

Ｆ
）×

（
（
Ｍ×

Ｇ－

Ｃ
）

／
（
Ｍ×

Ｈ－

２
０
０
平
方
メ
ー

ト
ル×

Ｉ
）
）
）
／
Ｊ
）
＋
Ｋ×

（

（
Ｍ×

Ｇ－

Ｃ－

（
２
０
０
平
方

メ
ー
ト
ル×

Ｄ－

Ｍ×

Ｆ
）×

（

（
Ｍ×

Ｇ－

Ｃ
）
／
（
Ｍ×

Ｈ－

２
０
０
平
方
メ
ー
ト
ル×

Ｉ
）
）
）

／
Ｌ
）
｝×

（
１
／
Ｇ
）
＋
Ｎ×

（
（
Ｅ－

Ｍ
）
／
Ｏ
）
〕

（
１
／
Ａ
）×

（

（
Ｂ×

Ｅ
）
／
Ｊ
）（

１
／
Ａ
）×

（
（
（
Ｂ×

Ｍ
）
／

Ｊ
）
＋
Ｎ×

（
（
Ｅ－

Ｍ
）
／
Ｏ
）

）

Ｅ×

（
Ｆ
＋
Ｈ
）
Ｍ×

（
Ｆ
＋
Ｈ
）

Ｌ
　
当
該
被
災
共

用
土
地
に
係
る
一

般
住
宅
用
地
で
あ

る
部
分
の
面
積

Ｌ
　
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る

一
般
住
宅
用
地
で
あ
る
部
分
の
面

積
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Ｍ
　
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る

被
災
区
分
所
有
家
屋
の
床
面
積
の

１
０
倍
の
面
積

Ｎ
　
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る

非
住
宅
用
地
で
あ
る
部
分
に
係
る

固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
に
相
当

す
る
額

Ｏ
　
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る

非
住
宅
用
地
で
あ
る
部
分
の
面
積

第六項

当
該
被
災
共
用
土

地
の
面
積

当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る
被
災

区
分
所
有
家
屋
の
床
面
積
の
十
倍

の
面
積

９
　
法
附
則
第
十
六
条
の
四
第
八
項
の
規
定
の
適
用
が
あ

る
場
合
に
お
け
る
第
四
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
被
災
共
用
土
地

納
税
義
務
者
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
仮
換
地
等
納
税
義

務
者
」
と
す
る
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定

中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

第

四

項

各

号

列

記

以

外

の

部
分

附
則
第
十
六
条
の

四
第
三
項

附
則
第
十
六
条
の
四
第
八
項

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
さ
れ
る
同
条
第
三
項

第

四

項

第

一
号

附
則
第
十
六
条
の

四
第
三
項

附
則
第
十
六
条
の
四
第
八
項

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
さ
れ
る
同
条
第
三
項

被
災
共
用
土
地

特
定
仮
換
地
等

同
条
第
一
項
（
同

条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
次
号
に

お
い
て
同
じ
。
）

同
条
第
六
項
（
同
条
第
七
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ

。
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項

第

四

項

第

二
号

被
災
共
用
土
地

特
定
仮
換
地
等

附
則
第
十
六
条
の

四
第
一
項

附
則
第
十
六
条
の
四
第
六
項

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項

第

五

項

の

表

以

外

の

部
分

被
災
共
用
土
地
の

面
積

特
定
仮
換
地
等
の
面
積

被
災
共
用
土
地
に

係
る
被
災
区
分
所

有
家
屋

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
被
災
区
分
所

有
家
屋

附
則
第
十
六
条
の

四
第
三
項

附
則
第
十
六
条
の
四
第
八
項

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
さ
れ
る
同
条
第
三
項

同
項
の

同
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同

条
第
三
項
の

被
災
共
用
土
地
に

係
る
持
分
の
割
合

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
持
分
の
割
合

被
災
共
用
土
地
に

係
る
次
の

特
定
仮
換
地
等
に
係
る
次
の

第

五

項

の

表

の

第

一

号

被
災
共
用
土
地
の

面
積

特
定
仮
換
地
等
の
面
積

被
災
共
用
土
地
に

係
る
共
有
持
分

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
共
有
持
分

被
災
共
用
土
地
に

係
る
特
定
共
有
持

分

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
特
定
共
有
持

分

被
災
共
用
土
地
に

係
る
固
定
資
産
税

特
定
仮
換
地
等
に
係
る
固
定

資
産
税

被
災
共
用
土
地
に

係
る
小
規
模
住
宅

用
地

特
定
仮
換
地
等
に
係
る
小
規

模
住
宅
用
地

被
災
共
用
土
地
の

面
積

特
定
仮
換
地
等
の
面
積

第

五

項

の

表

の

第

二

号

被
災
共
用
土
地
の

面
積

特
定
仮
換
地
等
の
面
積

被
災
共
用
土
地
に

係
る
共
有
持
分

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
共
有
持
分

被
災
共
用
土
地
に

係
る
固
定
資
産
税

特
定
仮
換
地
等
に
係
る
固
定

資
産
税

被
災
共
用
土
地
に

係
る
小
規
模
住
宅

用
地

特
定
仮
換
地
等
に
係
る
小
規

模
住
宅
用
地

被
災
共
用
土
地
納

税
義
務
者

特
定
仮
換
地
等
納
税
義
務
者

被
災
共
用
土
地
の

面
積

特
定
仮
換
地
等
の
面
積

被
災
共
用
土
地
に

係
る
同
号
の
共
有

持
分
又
は
特
定
共

有
持
分
の
割
合

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
同
号
の
共
有

持
分
又
は
特
定
共
有
持
分
の

割
合

被
災
共
用
土
地
に

係
る
一
般
住
宅
用

地

特
定
仮
換
地
等
に
係
る
一
般

住
宅
用
地

第

五

項

の

表

の

第

三

号

被
災
共
用
土
地
に

係
る
共
有
持
分

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
共
有
持
分

被
災
共
用
土
地
に

係
る
固
定
資
産
税

特
定
仮
換
地
等
に
係
る
固
定

資
産
税

被
災
共
用
土
地
納

税
義
務
者

特
定
仮
換
地
等
納
税
義
務
者

被
災
共
用
土
地
に

係
る
共
有
持
分

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
共
有
持
分

第

六

項

被
災
共
用
土
地
に

係
る
被
災
区
分
所

有
家
屋

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
被
災
区
分
所

有
家
屋

被
災
共
用
土
地
に

係
る
共
有
持
分

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
共
有
持
分

被
災
共
用
土
地
に

係
る
特
例
適
用
共

有
持
分

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
特
例
適
用
共

有
持
分

被
災
共
用
土
地
の

面
積

特
定
仮
換
地
等
の
面
積

被
災
共
用
土
地
に

係
る
持
分
の
割
合

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
持
分
の
割
合

第

七

項

被
災
共
用
土
地
に

係
る
共
有
持
分

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
共
有
持
分

被
災
共
用
土
地
の

面
積

特
定
仮
換
地
等
の
面
積

前

項

の

表

以

外

の

部

分

被
災
共
用
土
地
の

面
積

特
定
仮
換
地
等
の
面
積

被
災
共
用
土
地
に

係
る
被
災
区
分
所

有
家
屋

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
被
災
区
分
所

有
家
屋

被
災
共
用
土
地
に

係
る
持
分
の
割
合

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
持
分
の
割
合

前

項

の

表

の

第

五

項

の

表

の

第

一

号

の
項

被
災
共
用
土
地
の

面
積

特
定
仮
換
地
等
の
面
積

被
災
共
用
土
地
に

係
る
被
災
区
分
所

有
家
屋

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
被
災
区
分
所

有
家
屋

被
災
共
用
土
地
に

係
る
小
規
模
住
宅

用
地

特
定
仮
換
地
等
に
係
る
小
規

模
住
宅
用
地

被
災
共
用
土
地
に

係
る
被
災
区
分
所

有
家
屋

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
被
災
区
分
所

有
家
屋

被
災
共
用
土
地
に

係
る
非
住
宅
用
地

特
定
仮
換
地
等
に
係
る
非
住

宅
用
地

前

項

の

表

の

第

五

項

の

表

の

第

二

号

の
項

被
災
共
用
土
地
の

面
積

特
定
仮
換
地
等
の
面
積

被
災
共
用
土
地
に

係
る
被
災
区
分
所

有
家
屋

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
被
災
区
分
所

有
家
屋

被
災
共
用
土
地
に

係
る
一
般
住
宅
用

地

特
定
仮
換
地
等
に
係
る
一
般

住
宅
用
地

被
災
共
用
土
地
に

係
る
被
災
区
分
所

有
家
屋

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
被
災
区
分
所

有
家
屋

117



被
災
共
用
土
地
に

係
る
非
住
宅
用
地

特
定
仮
換
地
等
に
係
る
非
住

宅
用
地

前

項

の

表

の

第

六

項

の
項

被
災
共
用
土
地
の

面
積

特
定
仮
換
地
等
の
面
積

被
災
共
用
土
地
に

係
る
被
災
区
分
所

有
家
屋

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
被
災
区
分
所

有
家
屋

（
政
令
附
則
第
十
三
条
第
三
号
の
田
又
は
畑
）

第
八
条
　
政
令
附
則
第
十
三
条
第
三
号
に
規
定
す
る
総
務

省
令
で
定
め
る
田
又
は
畑
は
、
次
に
掲
げ
る
田
又
は
畑

と
す
る
。

一
　
耕
作
以
外
の
用
に
供
す
る
た
め
農
地
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
五
十
七

号
）
附
則
第
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
法
第
一
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
前
の
農
地
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二

百
二
十
九
号
）
第
七
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

許
可
を
受
け
た
田
又
は
畑

二
　
農
地
法
第
四
十
五
条
第
一
項
又
は
農
地
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
五
十

七
号
）
附
則
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
法
第
一
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
前
の
農
地
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
農
林
水
産
大
臣
の
管
理
に
係
る
土
地
で
耕

作
又
は
養
畜
の
事
業
以
外
の
事
業
に
供
す
る
た
め
の

貸
付
け
に
係
る
田
又
は
畑

三
　
耕
作
以
外
の
用
に
供
す
る
た
め
農
地
法
第
四
十
七

条
又
は
農
地
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

二
十
一
年
法
律
第
五
十
七
号
）
附
則
第
八
条
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ

れ
る
同
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
農
地
法

第
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
売
払
い
を
受
け
た

田
又
は
畑

四
　
土
地
改
良
法
に
基
づ
く
土
地
改
良
事
業
を
行
う
者

が
そ
の
事
業
に
供
す
る
た
め
取
得
し
た
田
又
は
畑

（
こ
れ
ら
に
関
す
る
農
地
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定

す
る
権
利
（
所
有
権
を
除
き
、
以
下
「
使
用
収
益

権
」
と
い
う
。
）
が
取
得
さ
れ
、
又
は
使
用
さ
れ
た

も
の
を
含
む
。
）

五
　
独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
が
ダ
ム
、

せ
き堰

、
堤

防
、
水
路
若
し
く
は
貯
水
池
の
敷
地
又
は
こ
れ
ら
の

施
設
の
建
設
の
た
め
に
必
要
な
道
路
の
敷
地
若
し
く

は
こ
れ
ら
の
施
設
の
建
設
に
伴
い
廃
止
さ
れ
る
道
路

に
代
わ
る
べ
き
道
路
の
敷
地
に
供
す
る
た
め
取
得
し

た
田
又
は
畑
（
こ
れ
ら
に
関
す
る
使
用
収
益
権
が
取

得
さ
れ
た
も
の
を
含
む
。
）

六
　
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援

機
構
又
は
東
京
地
下
鉄
株
式
会
社
が
鉄
道
建
設
の
敷

地
又
は
鉄
道
施
設
の
建
設
の
た
め
に
必
要
な
道
路
若

し
く
は
線
路
若
し
く
は
鉄
道
施
設
の
建
設
に
伴
い
廃

止
さ
れ
る
道
路
に
代
わ
る
べ
き
道
路
の
敷
地
に
供
す

る
た
め
取
得
し
た
田
又
は
畑
（
こ
れ
ら
に
関
す
る
使

用
収
益
権
が
取
得
さ
れ
た
も
の
を
含
む
。
）

七
　
成
田
国
際
空
港
株
式
会
社
が
成
田
国
際
空
港
の
敷

地
若
し
く
は
当
該
空
港
の
建
設
の
た
め
に
必
要
な
道

路
若
し
く
は
線
路
若
し
く
は
当
該
空
港
の
建
設
に
伴

い
廃
止
さ
れ
る
道
路
に
代
わ
る
べ
き
道
路
の
敷
地
に

供
す
る
た
め
、
又
は
航
空
法
第
三
十
八
条
第
一
項
若

し
く
は
第
四
十
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
設
置

す
る
航
空
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
運
輸
省
令

第
五
十
六
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
航
空
保
安
無
線

施
設
若
し
く
は
航
空
灯
火
の
設
置
予
定
地
と
さ
れ
て

い
る
土
地
の
区
域
内
に
お
い
て
航
空
保
安
無
線
施
設

若
し
く
は
航
空
灯
火
を
設
置
す
る
た
め
取
得
し
た
田

又
は
畑
（
こ
れ
ら
に
関
す
る
使
用
収
益
権
が
取
得
さ

れ
た
も
の
を
含
む
。
）

八
　
都
市
計
画
法
第
四
条
第
十
五
項
の
都
市
計
画
事
業

に
供
す
る
た
め
、
同
法
第
五
十
六
条
第
一
項
、
第
五

十
七
条
第
三
項
若
し
く
は
第
六
十
七
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
そ
の
所
有
権
が
移
転
さ
れ
、
又
は
同
法
第

六
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
よ
り
そ
の

所
有
権
が
移
転
さ
れ
た
同
法
第
七
条
第
一
項
の
市
街

化
区
域
（
以
下
「
市
街
化
区
域
」
と
い
う
。
）
内
に

あ
る
田
又
は
畑

（
法
附
則
第
二
十
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
前

年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
額
等
の
記
載
）

第
八
条
の
二
　
法
附
則
第
二
十
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
課
税
明
細
書
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も

の
と
さ
れ
る
前
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
額

（
法
附
則
第
二
十
七
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
前
年

度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
額
を
い
う
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
宅

地
等
（
法
附
則
第
十
七
条
第
二
号
に
規
定
す
る
宅
地
等

を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
固

定
資
産
税
に
限
り
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
　
調
整
対
象
宅
地
等
（
法
附
則
第
二
十
三
条
に
規
定

す
る
調
整
対
象
宅
地
等
を
い
う
。
）
で
あ
る
小
規
模

住
宅
用
地
（
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
の
二
第
二
項

に
規
定
す
る
小
規
模
住
宅
用
地
を
い
う
。
以
下
こ
の

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
部
分
、
一
般
住
宅
用

地
（
住
宅
用
地
で
小
規
模
住
宅
用
地
以
外
の
も
の
を

い
う
。
）
で
あ
る
部
分
又
は
非
住
宅
用
宅
地
等
（
住

宅
用
地
以
外
の
宅
地
等
を
い
う
。
）
で
あ
る
部
分

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
調
整
部
分
」
と
い
う
。
）

及
び
調
整
部
分
以
外
の
部
分
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
非
調
整
部
分
」
と
い
う
。
）
を
併
せ
有
す
る
宅

地
等
　
当
該
宅
地
等
の
調
整
部
分
に
係
る
前
年
度
分

の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
額
（
二
以
上
の
調
整
部

分
を
有
す
る
宅
地
等
に
あ
つ
て
は
、
当
該
宅
地
等
の

そ
れ
ぞ
れ
の
調
整
部
分
に
係
る
前
年
度
分
の
固
定
資

産
税
の
課
税
標
準
額
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
及
び
当
該
宅
地
等
の
非
調
整
部
分
に
係
る
前

年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
額
そ
れ
ぞ
れ
の

額
又
は
当
該
宅
地
等
の
調
整
部
分
に
係
る
前
年
度
分

の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
額
及
び
当
該
宅
地
等
の

非
調
整
部
分
に
係
る
前
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課

税
標
準
額
の
合
計
額

二
　
二
以
上
の
調
整
部
分
を
有
す
る
宅
地
等
で
非
調
整

部
分
を
有
し
な
い
も
の
　
当
該
宅
地
等
の
そ
れ
ぞ
れ

の
調
整
部
分
に
係
る
前
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課

税
標
準
額
又
は
こ
れ
ら
の
合
計
額

２
　
法
附
則
第
二
十
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
課

税
明
細
書
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ

る
同
項
第
一
号
に
定
め
る
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
」
と
い
う

。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
宅
地
等
に
係
る
固
定
資

産
税
に
限
り
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
　
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
宅
地
等
　
当
該
宅
地
等
の

調
整
部
分
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課

税
標
準
と
な
る
べ
き
額
（
二
以
上
の
調
整
部
分
を
有

す
る
宅
地
等
に
あ
つ
て
は
、
当
該
宅
地
等
の
そ
れ
ぞ

れ
の
調
整
部
分
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税

の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
。
以
下
こ
の
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
及
び
当
該
宅
地
等
の
非
調
整
部
分
に
係

る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る

べ
き
額
そ
れ
ぞ
れ
の
額
又
は
当
該
宅
地
等
の
調
整
部

分
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準

と
な
る
べ
き
額
及
び
当
該
宅
地
等
の
非
調
整
部
分
に

係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な

る
べ
き
額
の
合
計
額

二
　
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
宅
地
等
　
当
該
宅
地
等
の

そ
れ
ぞ
れ
の
調
整
部
分
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定

資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
又
は
こ
れ
ら
の

合
計
額

（
法
附
則
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
の
徴
収
猶
予
の
期

間
）

第
八
条
の
二
の
二
　
法
附
則
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
に

規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
一
定
の
期
間
は
、
当
該

市
街
化
区
域
農
地
に
係
る
固
定
資
産
税
又
は
都
市
計
画

税
の
納
期
限
の
翌
日
か
ら
平
成
十
一
年
三
月
三
十
一
日

（
当
該
市
街
化
区
域
農
地
の
う
ち
法
附
則
第
十
九
条
の

三
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
あ
つ
て

は
、
同
項
の
表
に
規
定
す
る
市
街
化
区
域
設
定
年
度
か

ら
起
算
し
て
四
年
度
を
経
過
し
た
年
度
の
末
日
）
ま
で

と
す
る
。

（
政
令
附
則
第
十
四
条
の
五
第
二
項
第
七
号
の
書
類
等
）

第
八
条
の
三
　
政
令
附
則
第
十
四
条
の
五
第
二
項
第
七
号

に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ

る
書
類
と
す
る
。

一
　
政
令
附
則
第
十
四
条
の
五
第
二
項
第
七
号
に
規
定

す
る
宅
地
の
造
成
に
係
る
設
計
説
明
書
及
び
設
計
図

で
都
市
計
画
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
建
設
省

令
第
四
十
九
号
）
第
十
六
条
第
三
項
の
設
計
説
明
書

及
び
同
条
第
四
項
の
設
計
図
に
準
ず
る
も
の
（
こ
れ

を
作
成
し
た
者
が
記
名
し
た
も
の
に
限
る
。
）

二
　
政
令
附
則
第
十
四
条
の
五
第
二
項
第
七
号
に
規
定

す
る
宅
地
の
造
成
に
係
る
区
域
の
位
置
及
び
概
要
を

示
す
書
面
で
都
市
計
画
法
施
行
規
則
第
十
七
条
第
一

項
第
一
号
の
開
発
区
域
位
置
図
及
び
同
項
第
二
号
の

開
発
区
域
区
域
図
に
準
ず
る
も
の

２
　
政
令
附
則
第
十
四
条
の
五
第
七
項
に
規
定
す
る
総
務

省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
と
す
る
。

一
　
政
令
附
則
第
十
四
条
の
五
第
四
項
に
規
定
す
る
申

告
書
に
添
付
す
る
書
類
　
次
に
掲
げ
る
計
画
的
な
宅

地
化
の
た
め
の
手
続
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に

定
め
る
書
類

イ
　
政
令
附
則
第
十
四
条
の
五
第
二
項
第
一
号
か
ら

第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
手
続
　
都
道
府
県
知
事
又

は
市
町
村
長
の
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
申
請

又
は
要
請
を
受
理
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

ロ
　
政
令
附
則
第
十
四
条
の
五
第
二
項
第
八
号
に
掲

げ
る
協
議
　
都
道
府
県
知
事
又
は
市
町
村
長
の
同

号
に
規
定
す
る
宅
地
化
に
係
る
協
議
が
開
始
さ
れ

た
こ
と
を
証
す
る
書
類

二
　
政
令
附
則
第
十
四
条
の
五
第
五
項
に
規
定
す
る
申

請
書
に
添
付
す
る
書
類
　
当
該
申
請
書
に
記
載
し
た

事
項
に
つ
い
て
の
事
実
を
証
す
る
書
類

三
　
政
令
附
則
第
十
四
条
の
五
第
六
項
に
規
定
す
る
申

請
書
に
添
付
す
る
書
類
　
次
に
掲
げ
る
計
画
策
定
等

の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
書
類

イ
　
政
令
附
則
第
十
四
条
の
五
第
三
項
第
一
号
に
掲

げ
る
開
発
行
為
の
許
可
　
都
市
計
画
法
第
三
十
五

条
第
二
項
に
規
定
す
る
通
知
の
文
書
の
写
し
及
び

当
該
通
知
に
係
る
開
発
行
為
の
区
域
内
に
申
請
に

係
る
土
地
が
所
在
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

ロ
　
政
令
附
則
第
十
四
条
の
五
第
三
項
第
二
号
、
第

四
号
、
第
五
号
、
第
七
号
又
は
第
八
号
に
掲
げ
る
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計
画
策
定
等
　
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
認
可

を
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
及
び
当
該
認
可
に

係
る
区
域
内
に
申
請
に
係
る
土
地
が
所
在
す
る
こ

と
を
証
す
る
書
類

ハ
　
政
令
附
則
第
十
四
条
の
五
第
三
項
第
三
号
、
第

六
号
又
は
第
九
号
に
掲
げ
る
計
画
策
定
等
　
こ
れ

ら
の
規
定
に
規
定
す
る
事
業
計
画
の
決
定
の
公
告

又
は
都
市
計
画
の
決
定
の
告
示
の
写
し
及
び
当
該

事
業
計
画
又
は
都
市
計
画
に
係
る
区
域
内
に
申
請

に
係
る
土
地
が
所
在
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

ニ
　
政
令
附
則
第
十
四
条
の
五
第
三
項
第
十
号
に
掲

げ
る
優
良
な
宅
地
化
計
画
の
認
定
　
申
請
に
係
る

土
地
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
認
定
を
受
け
た

こ
と
を
証
す
る
書
類

（
課
税
標
準
の
特
例
措
置
の
適
用
を
受
け
る
地
下
道
又

は
こ跨

線
道
路
橋
の
範
囲
等
）

第
八
条
の
三
の
二
　
地
方
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
十
一
号
）
附
則
第
八
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ

れ
る
同
法
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
第
三
百
四
十
九

条
の
三
第
十
九
項
に
規
定
す
る
地
下
道
又
は

こ跨
線
道
路

橋
は
、
公
衆
が
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
地
下
道
又
は

こ跨
線
道
路
橋
（
鉄
道
事
業
若
し
く
は
軌
道
経
営
の
業
務

の
み
の
用
に
供
す
る
部
分
、
旅
客
の
み
の
利
用
に
供
す

る
部
分
又
は
他
の
者
に
貸
し
付
け
て
い
る
部
分
を
除

く
。
）
と
す
る
。

２
　
附
則
第
七
条
第
一
項
の
規
定
は
、
地
方
税
法
施
行
令

の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
二
年
政
令
第
四

十
九
号
）
附
則
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ

の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
令
に
よ
る
改
正
前

の
地
方
税
法
施
行
令
附
則
第
十
二
条
第
三
項
（
同
条
第

七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十

項
に
規
定
す
る
割
合
の
補
正
の
方
法
に
つ
い
て
準
用
す

る
。

（
法
附
則
第
二
十
九
条
の
九
第
三
項
の
認
定
又
は
評
価
）

第
八
条
の
三
の
三
　
法
附
則
第
二
十
九
条
の
九
第
三
項
に

規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
認
定
又
は
評
価
は
、
低

排
出
ガ
ス
車
認
定
実
施
要
領
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
認

定
（
附
則
第
八
条
の
三
の
五
及
び
附
則
第
八
条
の
四
に

お
い
て
「
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
」
と
い
う
。
）
又
は
自

動
車
の
燃
費
性
能
の
評
価
及
び
公
表
に
関
す
る
実
施
要

領
（
附
則
第
八
条
の
四
に
お
い
て
「
燃
費
評
価
実
施
要

領
」
と
い
う
。
）
第
三
条
か
ら
第
四
条
の
三
ま
で
の
規

定
に
よ
る
評
価
と
す
る
。

（
法
附
則
第
三
十
条
第
一
項
の
専
ら
メ
タ
ノ
ー
ル
を
内

燃
機
関
の
燃
料
と
し
て
用
い
る
軽
自
動
車
等
）

第
八
条
の
三
の
四
　
法
附
則
第
三
十
条
第
一
項
に
規
定
す

る
専
ら
メ
タ
ノ
ー
ル
を
内
燃
機
関
の
燃
料
と
し
て
用
い

る
軽
自
動
車
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
及
び
メ
タ
ノ

ー
ル
と
メ
タ
ノ
ー
ル
以
外
の
も
の
と
の
混
合
物
を
内
燃

機
関
の
燃
料
と
し
て
用
い
る
軽
自
動
車
で
総
務
省
令
で

定
め
る
も
の
は
、
当
該
燃
料
に
よ
る
走
行
が
可
能
と
な

る
よ
う
内
燃
機
関
に
着
火
性
、
耐
腐
食
性
等
を
高
め
る

た
め
の
所
要
の
改
良
を
施
し
た
軽
自
動
車
で
当
該
軽
自

動
車
に
係
る
第
十
五
条
の
九
第
一
項
に
規
定
す
る
自
動

車
検
査
証
（
第
四
項
及
び
附
則
第
八
条
の
三
の
五
に
お

い
て
「
自
動
車
検
査
証
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
主
燃

料
が
メ
タ
ノ
ー
ル
で
あ
る
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る

も
の
と
す
る
。

２
　
法
附
則
第
三
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
メ
タ
ノ
ー
ル

と
メ
タ
ノ
ー
ル
以
外
の
も
の
と
の
混
合
物
で
総
務
省
令

で
定
め
る
も
の
は
、
温
度
十
五
度
か
つ
千
十
三
ヘ
ク
ト

パ
ス
カ
ル
の
気
圧
に
お
い
て
、
当
該
燃
料
に
混
合
さ
れ

た
メ
タ
ノ
ー
ル
の
容
積
を
当
該
燃
料
に
混
合
さ
れ
た
メ

タ
ノ
ー
ル
以
外
の
も
の
の
容
積
で
除
し
て
得
た
数
値
が

四
以
上
と
な
る
も
の
と
す
る
。

３
　
法
附
則
第
三
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で

定
め
る
動
力
源
は
、
電
気
及
び
蓄
圧
器
に
蓄
え
ら
れ
た

圧
力
と
す
る
。

４
　
法
附
則
第
三
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
自
動
車
排
出

ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
に
資
す
る
軽
自
動
車
で
総
務
省
令

で
定
め
る
も
の
は
、
当
該
軽
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検

査
証
に
お
い
て
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
自
動
車
で
あ
る
旨
が
明

ら
か
に
さ
れ
て
い
る
軽
自
動
車
と
す
る
。

（
法
附
則
第
三
十
条
第
二
項
第
二
号
の
基
準
等
）

第
八
条
の
三
の
五
　
法
附
則
第
三
十
条
第
二
項
第
二
号
に

規
定
す
る
平
成
三
十
年
十
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る

べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で

総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
道
路
運
送
車
両
の
保
安

基
準
の
細
目
を
定
め
る
告
示
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
細
目
告
示
」
と
い
う
。
）
第
四
十
一
条
第
一
項
第
十
一

号
の
基
準
と
す
る
。

２
　
法
附
則
第
三
十
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
窒
素

酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
二
十
一
年
天
然
ガ
ス
車
基
準

に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
十
分
の
九
を
超
え
な
い

天
然
ガ
ス
軽
自
動
車
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準

の
細
目
を
定
め
る
告
示
及
び
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基

準
第
二
章
及
び
第
三
章
の
規
定
の
適
用
関
係
の
整
理
の

た
め
必
要
な
事
項
を
定
め
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る

告
示
（
平
成
三
十
年
国
土
交
通
省
告
示
第
五
百
二
十
八

号
）
に
よ
る
改
正
前
の
細
目
告
示
（
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
旧
細
目
告
示
」
と
い
う
。
）
第
四
十
一
条
第
一

項
第
十
一
号
イ
の
表
の
（
１
）
又
は
（
４
）
に
掲
げ
る

軽
自
動
車
の
種
別
に
応
じ
、
同
表
の
窒
素
酸
化
物
の
欄

に
掲
げ
る
値
の
十
分
の
九
を
超
え
な
い
軽
自
動
車
で
、

か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た
軽
自
動
車
と
す

る
。

３
　
法
附
則
第
三
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
三
輪
以
上
の

ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、

次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
三
輪
以
上
の
ガ
ソ
リ
ン

軽
自
動
車
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ

と
。

イ
　
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
細
目
告
示
第
四
十
一

条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
（
１
）
の
窒
素
酸
化

物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
二
分
の
一
を
超
え
な
い
軽

自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
を
受
け

た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
旧
細
目
告
示
第
四
十

一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
（
１
）
の
窒
素
酸

化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い

軽
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
を
受

け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
第
十
五
条
の
九
第
五
項
第
二
号
に
規
定
す
る
令
和

十
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
（
次
項
第
二
号
に

お
い
て
「
令
和
十
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
」

と
い
う
。
）
が
九
十
以
上
で
あ
る
軽
自
動
車
で
あ
る

こ
と
及
び
当
該
軽
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に

お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

三
　
第
十
五
条
の
九
第
五
項
第
三
号
に
規
定
す
る
令
和

二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
（
次
項
第
三
号
に
お

い
て
「
令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
」
と
い

う
。
）
が
百
以
上
で
あ
る
軽
自
動
車
で
あ
る
こ
と
及

び
当
該
軽
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て

そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

４
　
法
附
則
第
三
十
条
第
四
項
に
規
定
す
る
三
輪
以
上
の

ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、

次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
三
輪
以
上
の
ガ
ソ
リ
ン

軽
自
動
車
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ

と
。

イ
　
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
細
目
告
示
第
四
十
一

条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
（
１
）
の
窒
素
酸
化

物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
二
分
の
一
を
超
え
な
い
軽

自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
を
受
け

た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
旧
細
目
告
示
第
四
十

一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
（
１
）
の
窒
素
酸

化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い

軽
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
を
受

け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
令
和
十
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
七
十
以

上
九
十
未
満
で
あ
る
軽
自
動
車
で
あ
る
こ
と
及
び
当

該
軽
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の

旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

三
　
令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
以
上
で

あ
る
軽
自
動
車
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
軽
自
動
車
に

係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
る
こ
と
。

５
　
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
（
法
附
則
第
三
十
条
の
二

第
一
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
を
い

う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
申
請
を
し
た

者
が
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
（
当
該
申
請
を
し
た
者

に
当
該
申
請
に
必
要
な
情
報
を
直
接
又
は
間
接
に
提
供

し
た
者
の
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
を
含
む
。
）
に
よ

り
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
を
受
け
た
こ
と
を
事
由
と

し
て
国
土
交
通
大
臣
が
当
該
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等

を
取
り
消
し
た
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
取
消
し
後
に
そ

の
対
象
と
な
つ
た
軽
自
動
車
が
新
た
に
受
け
た
国
土
交

通
大
臣
の
認
定
等
が
軽
自
動
車
検
査
フ
ァ
イ
ル
（
道
路

運
送
車
両
法
第
七
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
軽
自
動

車
検
査
フ
ァ
イ
ル
を
い
う
。
）
に
記
録
さ
れ
て
か
ら
、

当
該
新
た
に
受
け
た
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
が
当
該

軽
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
明
ら
か
に

さ
れ
る
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
、
当
該
軽
自
動
車
に
対

す
る
前
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の

規
定
中
「
当
該
軽
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
」
と

あ
る
の
は
「
道
路
運
送
車
両
法
第
七
十
二
条
第
一
項
に

規
定
す
る
軽
自
動
車
検
査
フ
ァ
イ
ル
」
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。

（
法
附
則
第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
認
定
又
は
評
価
）

第
八
条
の
四
　
法
附
則
第
三
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す

る
総
務
省
令
で
定
め
る
認
定
又
は
評
価
は
、
低
排
出
ガ

ス
車
認
定
又
は
燃
費
評
価
実
施
要
領
第
三
条
か
ら
第
四

条
の
三
ま
で
の
規
定
に
よ
る
評
価
と
す
る
。

（
福
島
県
双
葉
郡
楢
葉
町
等
に
係
る
た
ば
こ
消
費
基
礎

人
口
の
算
定
の
特
例
）

第
八
条
の
四
の
二
　
福
島
県
双
葉
郡
楢
葉
町
、
富
岡
町
、

川
内
村
、
大
熊
町
、
双
葉
町
、
浪
江
町
及
び
葛
尾
村
並

び
に
相
馬
郡
飯
舘
村
に
対
す
る
第
十
六
条
の
四
の
三
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
条
中
「
第

一
号
及
び
第
二
号
に
よ
り
算
出
し
た
数
の
合
計
数
」
と

あ
る
の
は
「
第
一
号
及
び
第
二
号
に
よ
り
算
出
し
た
数

の
合
計
数
に
令
和
二
年
九
月
三
十
日
に
お
い
て
住
民
基

本
台
帳
法
に
基
づ
き
住
民
基
本
台
帳
に
記
載
さ
れ
て
い

る
者
の
数
を
平
成
二
十
二
年
九
月
三
十
日
に
お
い
て
同

法
に
基
づ
き
住
民
基
本
台
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
者
の

数
で
除
し
て
得
た
率
を
乗
じ
て
得
た
数
」
と
、
同
条
第
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一
号
中
「
令
和
二
年
十
月
一
日
現
在
」
と
あ
る
の
は

「
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
現
在
」
と
、
「
令
和
二
年
国

勢
調
査
人
口
等
基
本
集
計
第
二―

七
表
（
男
女
、
年
齢

（
五
歳
階
級
及
び
三
区
分
）
、
国
籍
総
数
か
日
本
人
別
人

口
、
平
均
年
齢
、
年
齢
中
位
数
及
び
人
口
構
成
比
［
年

齢
別
］
）
の
表
側
「
国
籍
総
数
か
日
本
人
」
が
「
国
籍

総
数
」
か
つ
表
側
「
男
女
」
が
「
総
数
」
の
う
ち
、
表

頭
が
「
総
数
」
の
欄
の
数
か
ら
表
頭
が
「
〇
～
四
歳
」
、

「
五
～
九
歳
」
、
「
十
～
十
四
歳
」
及
び
「
十
五
～
十
九

歳
」
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
二
年
国
勢
調
査
人
口

等
基
本
集
計
第
三―

二
表
（
年
齢
（
各
歳
）
、
男
女
別

人
口
、
年
齢
別
割
合
、
平
均
年
齢
及
び
年
齢
中
位
数

（
総
数
及
び
日
本
人
）
）
の
表
頭
「
総
数
（
年
齢
）
」
の

う
ち
総
数
の
欄
の
数
か
ら
「
（
再
掲
）
〇
～
四
歳
」
、
「

（
再
掲
）
五
～
九
歳
」
、
「
（
再
掲
）
十
～
十
四
歳
」
及

び
「
（
再
掲
）
十
五
～
十
九
歳
」
」
と
、
同
条
第
二
号
中

「
令
和
二
年
十
月
一
日
現
在
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二

十
二
年
十
月
一
日
現
在
」
と
、
「
令
和
二
年
国
勢
調
査

従
業
地
・
通
学
地
に
よ
る
人
口
・
就
業
状
態
等
集
計
第

一―

一
表
（
男
女
、
年
齢
（
五
歳
階
級
）
、
常
住
地
又

は
従
業
地
・
通
学
地
別
人
口
及
び
昼
夜
間
人
口
比
率
）

の
表
頭
「
常
住
地
又
は
従
業
地
・
通
学
地
」
が
「
県
内

他
市
町
村
に
常
住
」
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
二
年

国
勢
調
査
従
業
地
・
通
学
地
に
よ
る
人
口
・
産
業
等
集

計
第
一
表
（
常
住
地
又
は
従
業
地
・
通
学
地
に
よ
る
年

齢
（
五
歳
階
級
）
、
男
女
別
人
口
及
び
就
業
者
数
）
の

表
頭
「
従
業
地
・
通
学
地
に
よ
る
人
口
」
の
う
ち
「
う

ち
県
内
他
市
区
町
村
に
常
住
」
」
と
、
「
う
ち
表
側
「
男

女
」
が
「
総
数
」
か
つ
表
側
「
年
齢
」
が
「
総
数
」
」

と
あ
る
の
は
「
表
側
「
総
数
（
男
女
別
）
」
」
と
、
「
表

側
が
「
十
五
歳
未
満
」
及
び
「
十
五
～
十
九
歳
」
」
と

あ
る
の
は
「
「
十
五
歳
未
満
」
及
び
「
十
五
～
十
九

歳
」
」
と
、
「
表
頭
「
常
住
地
又
は
従
業
地
・
通
学
地
」

が
「
他
県
に
常
住
」
」
と
あ
る
の
は
「
「
う
ち
他
県
に
常

住
」
」
と
す
る
。

（
政
令
附
則
第
十
五
条
の
三
第
一
項
の
修
正
し
た
額
等
）

第
八
条
の
五
　
政
令
附
則
第
十
五
条
の
三
第
一
項
に
規
定

す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
修
正
し
た
額

は
、
当
該
土
地
の
取
得
の
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
の
一

月
一
日
（
当
該
土
地
の
取
得
の
日
が
一
月
一
日
で
あ
る

場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
日
）
か
ら
当
該
年
度
の
初
日
の

属
す
る
年
の
一
月
一
日
ま
で
の
間
の
毎
年
の
公
示
価
格

（
地
価
公
示
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
四
十
九
号
）

第
八
条
に
規
定
す
る
公
示
価
格
を
い
う
。
）
の
水
準
の

変
動
を
勘
案
し
て
総
務
大
臣
が
定
め
る
率
を
当
該
土
地

に
係
る
法
第
五
百
九
十
三
条
第
一
項
の
取
得
価
額
に
乗

じ
て
得
た
額
と
す
る
。

２
　
政
令
附
則
第
十
五
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務

省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
は
、
当
該

土
地
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準

と
な
る
べ
き
価
格
を
基
礎
と
し
て
総
務
大
臣
が
定
め
る

方
法
に
よ
り
算
定
し
た
額
と
す
る
。

３
　
法
附
則
第
三
十
一
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
が
適

用
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
十
六
条
の
十
八
第
六

号
中
「
及
び
」
と
あ
る
の
は
、
「
及
び
修
正
取
得
価
額

並
び
に
」
と
す
る
。

（
政
令
附
則
第
十
五
条
の
五
第
一
項
の
申
請
書
等
の
提

出
）

第
八
条
の
六
　
政
令
附
則
第
十
五
条
の
五
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
申
請
書
及
び
事
業
計
画
書
の
提
出
は
、
法
附
則

第
三
十
一
条
の
三
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
徴
収
の

猶
予
の
取
消
し
の
日
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
免
除

期
間
に
係
る
地
方
団
体
の
徴
収
金
の
徴
収
の
猶
予
を
さ

れ
て
い
な
か
つ
た
者
が
当
該
申
請
書
を
提
出
す
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
の

日
）
か
ら
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
、
当
該
申
請
書

に
記
載
し
た
事
項
に
つ
い
て
の
事
実
を
証
す
る
書
類
を

添
付
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
政
令
附
則
第
十
五
条
の
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申

請
書
の
提
出
は
、
法
附
則
第
三
十
一
条
の
三
の
二
第
一

項
に
規
定
す
る
非
課
税
土
地
（
次
項
に
お
い
て
「
非
課

税
土
地
」
と
い
う
。
）
と
し
て
の
使
用
の
開
始
、
同
条

第
一
項
に
規
定
す
る
特
例
譲
渡
（
以
下
こ
の
項
及
び
次

項
に
お
い
て
「
特
例
譲
渡
」
と
い
う
。
）
又
は
同
条
第

一
項
に
規
定
す
る
免
除
土
地
（
次
項
に
お
い
て
「
免
除

土
地
」
と
い
う
。
）
と
し
て
の
使
用
の
開
始
の
日
以
後

遅
滞
な
く
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
譲
受
者
か
ら
交

付
を
受
け
た
当
該
申
請
書
に
記
載
し
た
事
項
に
つ
い
て

の
事
実
を
証
す
る
書
類
（
当
該
申
請
書
に
係
る
確
認
が

特
例
譲
渡
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
第
十
六
条

の
二
十
二
の
二
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
土
地
の
譲
渡
の

区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
そ
の
他
の
当
該

事
実
を
証
す
る
書
類
）
を
添
付
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

３
　
政
令
附
則
第
十
五
条
の
五
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
事

実
を
証
す
る
書
類
の
交
付
は
、
非
課
税
土
地
と
し
て
の

使
用
の
開
始
、
特
例
譲
渡
又
は
免
除
土
地
と
し
て
の
使

用
の
開
始
の
日
以
後
遅
滞
な
く
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

４
　
政
令
附
則
第
十
五
条
の
五
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
申

出
書
の
提
出
は
、
当
該
申
出
書
に
記
載
し
た
事
項
に
つ

い
て
の
事
実
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

５
　
政
令
附
則
第
十
五
条
の
五
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す

る
政
令
第
五
十
四
条
の
四
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

申
請
書
の
提
出
は
、
当
該
申
請
書
に
記
載
し
た
事
項
に

つ
い
て
の
事
実
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
政
令
附
則
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
申
出
書
等
の
提

出
）

第
八
条
の
七
　
政
令
附
則
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
申
出
書
の
提
出
は
、
当
該
申
出
書
に
記
載
し
た

事
項
に
つ
い
て
の
事
実
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
政
令
附
則
第
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申

請
書
及
び
事
業
計
画
書
の
提
出
は
、
法
附
則
第
三
十
一

条
の
三
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
徴
収
の
猶
予
の
取

消
し
の
日
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
免
除
期
間
に
係

る
地
方
団
体
の
徴
収
金
の
徴
収
の
猶
予
を
さ
れ
て
い
な

か
つ
た
者
が
当
該
申
請
書
を
提
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
の
日
）
の
属
す
る
月
の

翌
々
月
の
末
日
ま
で
に
、
当
該
申
請
書
に
記
載
し
た
事

項
に
つ
い
て
の
事
実
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
政
令
附
則
第
十
六
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
申

請
書
の
提
出
は
、
法
附
則
第
三
十
一
条
の
三
の
三
第
一

項
に
規
定
す
る
非
課
税
土
地
と
し
て
の
使
用
の
開
始
、

同
項
に
規
定
す
る
特
例
譲
渡
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
特
例
譲
渡
」
と
い
う
。
）
又
は
同
条
第
一
項
に
規
定
す

る
免
除
土
地
と
し
て
の
使
用
の
開
始
の
日
以
後
遅
滞
な

く
、
当
該
申
請
書
に
記
載
し
た
事
項
に
つ
い
て
の
事
実

を
証
す
る
書
類
（
当
該
申
請
書
に
係
る
確
認
が
特
例
譲

渡
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
第
十
六
条
の
二
十

二
の
二
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
土
地
の
譲
渡
の
区
分
に

応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
そ
の
他
の
当
該
事
実
を

証
す
る
書
類
）
を
添
付
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
政
令
附
則
第
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

る
政
令
第
五
十
四
条
の
四
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

申
請
書
の
提
出
は
、
当
該
申
請
書
に
記
載
し
た
事
項
に

つ
い
て
の
事
実
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
政
令
附
則
第
十
六
条
の
二
の
三
第
一
項
の
申
出
書
等

の
提
出
）

第
八
条
の
八
　
政
令
附
則
第
十
六
条
の
二
の
三
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
申
出
書
の
提
出
は
、
当
該
申
出
書
に
記
載

し
た
事
項
に
つ
い
て
の
事
実
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し

て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
政
令
附
則
第
十
六
条
の
二
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
申
請
書
及
び
事
業
計
画
書
の
提
出
は
、
法
附
則
第
三

十
一
条
の
三
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
徴
収
の
猶
予

の
取
消
し
の
日
（
法
附
則
第
三
十
一
条
の
三
の
三
第
一

項
に
規
定
す
る
予
定
期
間
（
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
六
百
一
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
予
定
期
間
を
延
長
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該

延
長
さ
れ
た
期
間
を
含
む
。
）
に
係
る
地
方
団
体
の
徴

収
金
の
徴
収
の
猶
予
を
さ
れ
て
い
な
か
つ
た
者
が
当
該

申
請
書
を
提
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
法
附
則
第
三

十
一
条
の
三
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
の
日
）

の
属
す
る
月
の
翌
々
月
の
末
日
ま
で
に
、
当
該
申
請
書

に
記
載
し
た
事
項
に
つ
い
て
の
事
実
を
証
す
る
書
類
を

添
付
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
政
令
附
則
第
十
六
条
の
二
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ

る
申
請
書
の
提
出
は
、
法
附
則
第
三
十
一
条
の
三
の
三

第
一
項
に
規
定
す
る
非
課
税
土
地
と
し
て
の
使
用
の
開

始
、
同
項
に
規
定
す
る
特
例
譲
渡
（
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
特
例
譲
渡
」
と
い
う
。
）
又
は
同
条
第
一
項
に

規
定
す
る
免
除
土
地
と
し
て
の
使
用
の
開
始
の
日
以
後

遅
滞
な
く
、
当
該
申
請
書
に
記
載
し
た
事
項
に
つ
い
て

の
事
実
を
証
す
る
書
類
（
当
該
申
請
書
に
係
る
確
認
が

特
例
譲
渡
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
第
十
六
条

の
二
十
二
の
二
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
土
地
の
譲
渡
の

区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
そ
の
他
の
当
該

事
実
を
証
す
る
書
類
）
を
添
付
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

４
　
政
令
附
則
第
十
六
条
の
二
の
三
第
五
項
に
お
い
て
準

用
す
る
政
令
第
五
十
四
条
の
四
十
三
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
申
請
書
の
提
出
は
、
当
該
申
請
書
に
記
載
し
た
事

項
に
つ
い
て
の
事
実
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
別
土
地
保
有
税
に
係
る
非
課
税
土
地
等
予
定
地
認

定
申
請
書
等
の
様
式
）

第
八
条
の
九
　
特
別
土
地
保
有
税
に
つ
い
て
、
次
の
表
の

上
欄
に
掲
げ
る
申
請
書
等
の
様
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の

下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

申
請
書
等
の
種
類

様
式

（
一
）
　
非
課
税
土
地
等
予
定
地
認
定
申
請
書
（
政

令
附
則
第
十
五
条
の
五
第
一
項
、
第
十
六
条
の

二
第
二
項
又
は
第
十
六
条
の
二
の
三
第
二
項
の

申
請
書
）

第
四
十

九

号

様
式

（
二
）
　
非
課
税
土
地
等
確
認
申
請
書
（
政
令
附

則
第
十
五
条
の
五
第
三
項
、
第
十
六
条
の
二
第

四
項
又
は
第
十
六
条
の
二
の
三
第
四
項
の
申
請

書
）

第
五
十

号
様
式

（
三
）
　
非
課
税
土
地
等
予
定
地
の
た
め
の
譲
渡

又
は
用
途
変
更
申
出
書
（
政
令
附
則
第
十
五
条

の
五
第
五
項
、
第
十
六
条
の
二
第
一
項
又
は
第

十
六
条
の
二
の
三
第
一
項
の
申
出
書
）

第
五
十

一

号

様
式
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（
四
）
　
予
定
期
間
の
延
長
申
請
書
（
政
令
附
則

第
十
五
条
の
五
第
六
項
、
第
十
六
条
の
二
第
五

項
又
は
第
十
六
条
の
二
の
三
第
五
項
に
お
い
て

読
み
替
え
て
準
用
す
る
政
令
第
五
十
四
条
の
四

十
三
第
一
項
の
申
請
書
）

第
五
十

一
号
の

二
様
式

（
政
令
附
則
第
十
六
条
の
二
の
五
第
二
号
の
特
殊
の
装

置
）

第
九
条
　
政
令
附
則
第
十
六
条
の
二
の
五
第
二
号
に
規
定

す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
特
殊
の
装
置
は
、
エ
レ
ベ
ー

タ
・
ス
ラ
イ
ド
方
式
、
多
段
方
式
又
は
二
段
方
式
に
よ

る
駐
車
装
置
（
駐
車
場
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政

令
第
百
四
十
号
）
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
国
土
交
通

大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

（
政
令
附
則
第
十
六
条
の
二
の
八
第
一
項
の
施
設
等
）

第
十
二
条
の
三
　
政
令
附
則
第
十
六
条
の
二
の
八
第
一
項

に
規
定
す
る
特
定
民
間
観
光
関
連
施
設
で
総
務
省
令
で

定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
施
設
の
区
分
に

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
施
設
の
う
ち
、

会
員
そ
の
他
の
当
該
施
設
を
一
般
の
利
用
客
に
比
し
て

有
利
な
条
件
で
利
用
す
る
権
利
を
有
す
る
者
が
存
す
る

も
の
又
は
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等

に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
風
俗
営
業

若
し
く
は
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
性
風
俗
関
連
特
殊

営
業
の
用
に
供
す
る
も
の
以
外
の
も
の
と
す
る
。

一
　
ス
ポ
ー
ツ
又
は
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
施
設
　
次
に

定
め
る
施
設

イ
　
水
泳
場

ロ
　
ス
ケ
ー
ト
場

ハ
　
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
（
主
と
し
て
重
量
挙

げ
及
び
ボ
デ
ィ
ー
ビ
ル
用
具
を
用
い
室
内
に
お
い

て
健
康
管
理
及
び
体
力
向
上
を
目
的
と
し
た
運
動

を
行
う
施
設
を
い
う
。
）

ニ
　
ゴ
ル
フ
場

ホ
　
ボ
ー
リ
ン
グ
場

ヘ
　
テ
ー
マ
パ
ー
ク
（
文
化
、
歴
史
、
科
学
そ
の
他

の
特
定
の
主
題
に
基
づ
い
て
施
設
全
体
の
環
境
を

整
備
し
、
そ
の
主
題
に
関
連
す
る
遊
戯
施
設
そ
の

他
の
設
備
を
設
け
、
当
該
設
備
に
よ
り
客
に
娯
楽

を
提
供
す
る
施
設
を
い
う
。
）

二
　
教
養
文
化
施
設
　
次
に
定
め
る
施
設

イ
　
劇
場
（
観
客
を
収
容
し
、
劇
、
音
楽
、
映
画
等

を
鑑
賞
さ
せ
る
施
設
を
い
う
。
）

ロ
　
動
物
園

ハ
　
植
物
園

ニ
　
水
族
館

ホ
　
文
化
紹
介
体
験
施
設

三
　
休
養
施
設
　
次
に
定
め
る
施
設

イ
　
展
望
施
設
（
高
台
等
の
地
形
を
利
用
し
、
峡

谷
、
海
岸
、
夜
景
等
の
景
観
を
鑑
賞
さ
せ
る
た
め

の
施
設
を
い
う
。
）

ロ
　
温
泉
保
養
施
設
（
温
泉
を
利
用
し
て
心
身
の
健

康
の
増
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
施
設
（
宿

泊
の
用
に
供
す
る
施
設
を
備
え
た
も
の
を
除
く
。
）

で
、
温
泉
浴
場
、
健
康
相
談
室
（
医
師
、
保
健
師

又
は
看
護
師
が
配
置
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

及
び
休
憩
室
を
備
え
た
も
の
を
い
う
。
）

ハ
　
ス
パ
施
設
（
浴
場
施
設
で
あ
つ
て
、
海
水
、
海

藻
、
海
泥
そ
の
他
の
海
洋
資
源
、
沖
縄
振
興
特
別

措
置
法
第
三
条
第
一
号
に
規
定
す
る
沖
縄
（
以
下

こ
の
ハ
に
お
い
て
「
沖
縄
」
と
い
う
。
）
の
泥
岩

そ
の
他
の

た
い堆

積
岩
又
は
沖
縄
の
農
産
物
そ
の
他
の

植
物
の
有
す
る
美
容
・

そ
う痩

身
効
果
そ
の
他
の
健
康

増
進
効
果
を
利
用
し
、
マ
ッ
サ
ー
ジ
そ
の
他
手
技

又
は
機
器
を
用
い
て
心
身
の
緊
張
を

し弛
緩
さ
せ
る

た
め
の
施
術
を
行
う
た
め
の
施
設
及
び
休
憩
室
を

備
え
た
も
の
を
い
う
。
）

四
　
集
会
施
設
　
次
に
定
め
る
施
設

イ
　
研
修
施
設

ロ
　
会
議
場
施
設

ハ
　
展
示
施
設

ニ
　
結
婚
式
場

五
　
販
売
施
設
　
沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
沖
縄
県
知
事
が
指
定
す
る
販
売
施

設
の
う
ち
、
沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成

十
四
年
政
令
第
百
二
号
）
第
七
条
第
一
号
に
規
定
す

る
小
売
施
設
及
び
飲
食
施
設

２
　
政
令
附
則
第
十
六
条
の
二
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る

金
額
の
定
め
の
あ
る
も
の
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

は
、
宿
泊
施
設
、
駐
車
施
設
及
び
遊
技
施
設
並
び
に
飲

食
店
、
喫
茶
店
及
び
物
品
販
売
施
設
（
前
項
第
五
号
に

掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

３
　
政
令
附
則
第
十
六
条
の
二
の
八
第
六
項
に
規
定
す
る

総
務
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
法
附
則
第
三
十
三
条
第

五
項
に
規
定
す
る
特
定
農
産
加
工
業
経
営
改
善
等
臨
時

措
置
法
（
平
成
元
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
三
条
第
一

項
に
規
定
す
る
経
営
改
善
措
置
に
係
る
事
業
の
用
に
供

す
る
施
設
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
第
一
号
か
ら
第
十
四

号
ま
で
に
掲
げ
る
業
種
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
そ

の
下
欄
に
掲
げ
る
施
設
と
し
、
法
附
則
第
三
十
三
条
第

五
項
に
規
定
す
る
特
定
農
産
加
工
業
経
営
改
善
等
臨
時

措
置
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
調
達
安
定
化
措
置

に
係
る
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
に
つ
い
て
は
、
同
表

第
十
五
号
に
掲
げ
る
業
種
の
区
分
に
応
じ
、
同
号
下
欄

に
掲
げ
る
施
設
と
す
る
。

業
種

施
設

一
　
か
ん
き
つ
果
汁

製
造
業

搾
汁
設
備
を
有
す
る
施
設

二
　
非
か
ん
き
つ
果

汁
製
造
業

搾
汁
設
備
を
有
す
る
施
設

三
　
パ
イ
ン
ア
ッ
プ

ル
缶
詰
製
造
業

剝
皮
芯
抜
設
備
を
有
す
る
施
設

四
　
こ
ん
に
や
く
粉

製
造
業

こ
ん
に
や
く
粉
の
生
産
の
用
に
供

す
る
設
備
を
有
す
る
施
設

五
　
ト
マ
ト
加
工
品

製
造
業

搾
汁
設
備
を
有
す
る
施
設

六
　
甘
し
よ
で
ん
粉

製
造
業

で
ん
粉
の
生
産
の
用
に
供
す
る
設

備
を
有
す
る
施
設

七
　
馬
鈴
し
よ
で
ん

粉
製
造
業

で
ん
粉
の
生
産
の
用
に
供
す
る
設

備
を
有
す
る
施
設

八
　
米
加
工
品
製

造
業

米
穀
粉
、
包
装
も
ち
、
加
工
米
飯
、

米
菓
生
地
及
び
和
生
菓
子
（
米
を

原
材
料
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の

生
産
の
用
に
供
す
る
設
備
を
有
す

る
施
設

九
　
麦
加
工
品
製
造

業
（
パ
ス
タ
製
造
業

を
含
む
。
）

精
選
設
備
を
有
す
る
施
設
（
パ
ス

タ
製
造
業
に
あ
つ
て
は
、
パ
ス
タ

の
生
産
の
用
に
供
す
る
設
備
を
有

す
る
施
設
）

十
　
砂
糖
製
造
業

砂
糖
の
生
産
の
用
に
供
す
る
設
備

を
有
す
る
施
設

十
一
　
菓
子
製
造
業

（
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
製

造
業
、
キ
ャ
ン
デ
ー

製
造
業
及
び
ビ
ス
ケ

ッ
ト
製
造
業
に
限

る
。
）

チ
ョ
コ
レ
ー
ト
、
キ
ャ
ン
デ
ー
又

は
ビ
ス
ケ
ッ
ト
の
生
産
の
用
に
供

す
る
設
備
を
有
す
る
施
設

十
二
　
乳
製
品
製

造
業

乳
製
品
の
生
産
の
用
に
供
す
る
設

備
を
有
す
る
施
設
（
チ
ー
ズ
製
造

業
に
あ
つ
て
は
、
凝
乳
設
備
を
有

す
る
施
設
）

十
三
　
牛
肉
調
製
品

製
造
業

急
速
冷
凍
設
備
を
有
す
る
施
設

十
四
　
豚
肉
調
製
品

製
造
業

急
速
冷
凍
設
備
を
有
す
る
施
設

十
五
　
小
麦
若
し
く

は
大
豆
又
は
こ
れ
ら

を
使
用
し
て
生
産
さ

れ
た
農
産
加
工
品
を

小
麦
若
し
く
は
大
豆
又
は
こ
れ
ら

を
使
用
し
て
生
産
さ
れ
た
農
産
加

工
品
（
特
定
農
産
加
工
業
経
営
改

善
等
臨
時
措
置
法
第
五
条
第
一
項

に
規
定
す
る
代
替
原
材
料
を
含
む

。
）
を
原
材
料
と
し
て
使
用
し
て
生

原
材
料
と
し
て
使
用

す
る
食
品
製
造
業

産
さ
れ
る
農
産
加
工
品
の
生
産
の

用
に
供
す
る
設
備
を
有
す
る
施
設

４
　
法
附
則
第
三
十
三
条
第
六
項
に
規
定
す
る
政
府
の
補

助
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
子
ど
も
・
子
育
て

支
援
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
五
十

九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
仕
事
・
子
育
て
両
立
支

援
事
業
の
う
ち
企
業
主
導
型
保
育
事
業
の
運
営
費
に
係

る
補
助
と
す
る
。

（
法
附
則
第
三
十
三
条
の
三
第
二
項
又
は
第
六
項
の
譲

渡
）

第
十
三
条
　
法
附
則
第
三
十
三
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す

る
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
証
明
が
さ
れ
た

譲
渡
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
譲
渡
の
区
分
に
応
じ
当

該
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
法
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
申
告
書
（
そ
の
提
出
期
限
後
に
お
い
て

道
府
県
民
税
の
納
税
通
知
書
が
送
達
さ
れ
る
時
ま
で
に

提
出
さ
れ
た
も
の
及
び
そ
の
時
ま
で
に
提
出
さ
れ
た
法

第
四
十
五
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
確
定
申
告
書
を

含
む
。
）
に
添
付
す
る
こ
と
に
よ
り
証
明
が
さ
れ
た
譲

渡
と
す
る
。

一
　
租
税
特
別
措
置
法
第
二
十
八
条
の
四
第
三
項
第
一

号
、
第
二
号
又
は
第
四
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ

る
譲
渡
　
そ
れ
ぞ
れ
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第

十
一
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
又
は
第
四
号
か
ら

第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類

二
　
租
税
特
別
措
置
法
第
二
十
八
条
の
四
第
三
項
第
三

号
に
掲
げ
る
譲
渡
　
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
十
四
条
第
五
項

各
号
に
掲
げ
る
資
産
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に

掲
げ
る
書
類

ロ
　
当
該
土
地
等
の
譲
渡
が
租
税
特
別
措
置
法
施
行

令
第
十
九
条
第
十
項
に
規
定
す
る
譲
渡
に
該
当

し
、
か
つ
、
当
該
譲
渡
に
係
る
土
地
等
の
面
積
が

千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
租
税

特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
十
一
条
第
一
項
第
四
号

ロ
（
１
）
か
ら
（
４
）
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
区

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
号
ロ
（
１
）
か
ら

（
４
）
ま
で
に
掲
げ
る
書
類

２
　
前
項
の
規
定
は
、
法
附
則
第
三
十
三
条
の
三
第
六
項

に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
証
明

が
さ
れ
た
譲
渡
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
同
項
中
「
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
」
と
あ
る

の
は
「
第
三
百
十
七
条
の
二
第
一
項
」
と
、
「
第
四
十

五
条
の
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
百
十
七
条
の

三
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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（
優
良
住
宅
地
の
造
成
等
の
た
め
に
土
地
等
を
譲
渡
し

た
場
合
の
長
期
譲
渡
所
得
の
課
税
の
特
例
）

第
十
三
条
の
三
　
法
附
則
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規

定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
証
明
が
さ

れ
た
土
地
等
の
譲
渡
は
、
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則

第
十
三
条
の
三
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
土
地
等
の
譲
渡

の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
（
同
条
第

二
項
に
規
定
す
る
書
類
を
含
む
。
）
を
法
第
四
十
五
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
（
そ
の
提
出
期
限

後
に
お
い
て
道
府
県
民
税
の
納
税
通
知
書
が
送
達
さ
れ

る
時
ま
で
に
提
出
さ
れ
た
も
の
及
び
そ
の
時
ま
で
に
提

出
さ
れ
た
法
第
四
十
五
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
確

定
申
告
書
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
添
付
す
る
こ
と
に
よ
り
証
明
が
さ
れ
た
土

地
等
の
譲
渡
と
す
る
。

２
　
法
附
則
第
三
十
四
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
総
務

省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
証
明
が
さ
れ
た
土
地
等

の
譲
渡
は
、
同
項
に
規
定
す
る
土
地
等
の
譲
渡
の
次
の

各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類

を
法
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書

に
添
付
す
る
こ
と
に
よ
り
証
明
が
さ
れ
た
土
地
等
の
譲

渡
と
す
る
。

一
　
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十

三
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
に
係
る
土
地
等
の
譲
渡

（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
当
該
土
地
等
の

買
取
り
を
す
る
同
項
第
十
三
号
若
し
く
は
第
十
四
号

の
造
成
又
は
同
項
第
十
五
号
の
建
設
を
行
う
こ
れ
ら

の
規
定
に
規
定
す
る
個
人
又
は
法
人
（
以
下
こ
の
号

に
お
い
て
「
土
地
等
の
買
取
り
を
す
る
者
」
と
い

う
。
）
か
ら
交
付
を
受
け
た
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
十
三
条
の
三
第

八
項
第
一
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
書
類

ロ
　
土
地
等
の
買
取
り
を
す
る
者
の
当
該
買
い
取
つ

た
土
地
等
を
法
附
則
第
三
十
四
条
の
二
第
二
項
に

規
定
す
る
二
年
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る
年
の
十

二
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
租
税
特
別
措
置
法
第
三

十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
三
号
若
し
く
は
第
十
四

号
の
一
団
の
宅
地
又
は
同
項
第
十
五
号
の
一
団
の

住
宅
若
し
く
は
中
高
層
の
耐
火
共
同
住
宅
の
用
に

供
す
る
こ
と
を
約
す
る
書
類
（
既
に
政
令
附
則
第

十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
市
町
村
長
の
同

項
又
は
同
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
の
承
認
を

受
け
て
同
条
第
二
項
又
は
第
三
項
に
規
定
す
る
市

町
村
長
が
認
定
し
た
日
の
通
知
を
受
け
て
い
る
場

合
（
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
二
十
条
の
二
第

二
十
二
項
に
規
定
す
る
所
轄
税
務
署
長
の
同
項
又

は
同
条
第
二
十
四
項
若
し
く
は
第
二
十
五
項
の
承

認
を
受
け
て
同
条
第
二
十
三
項
又
は
第
二
十
四
項

に
規
定
す
る
所
轄
税
務
署
長
が
認
定
し
た
日
の
通

知
を
受
け
て
い
る
場
合
を
含
む
。
次
号
ロ
及
び
第

三
号
ロ
に
お
い
て
「
認
定
日
の
通
知
を
受
け
て
い

る
場
合
」
と
い
う
。
）
に
は
、
当
該
通
知
に
係
る

文
書
の
写
し
（
次
号
ロ
及
び
第
三
号
ロ
に
お
い
て

「
通
知
書
の
写
し
」
と
い
う
。
）
）

二
　
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十

四
号
に
係
る
土
地
等
の
譲
渡
（
同
号
の
一
団
の
宅
地

の
造
成
を
土
地
区
画
整
理
法
に
よ
る
土
地
区
画
整
理

事
業
と
し
て
行
う
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
個
人

又
は
法
人
に
対
す
る
も
の
に
限
る
。
）
　
当
該
土
地
等

の
買
取
り
を
す
る
当
該
一
団
の
宅
地
の
造
成
を
行
う

当
該
個
人
又
は
法
人
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
土

地
等
の
買
取
り
を
す
る
者
」
と
い
う
。
）
か
ら
交
付

を
受
け
た
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
十
三
条
の
三
第

八
項
第
二
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
書
類

ロ
　
土
地
等
の
買
取
り
を
す
る
者
の
当
該
買
い
取
つ

た
土
地
等
を
法
附
則
第
三
十
四
条
の
二
第
二
項
に

規
定
す
る
二
年
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る
年
の
十

二
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
租
税
特
別
措
置
法
第
三

十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
四
号
の
一
団
の
宅
地
の

用
に
供
す
る
こ
と
を
約
す
る
書
類
（
認
定
日
の
通

知
を
受
け
て
い
る
場
合
に
は
、
通
知
書
の
写
し
）

三
　
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十

六
号
に
係
る
土
地
等
の
譲
渡
　
当
該
土
地
等
の
買
取

り
を
す
る
同
号
の
住
宅
又
は
中
高
層
の
耐
火
共
同
住

宅
の
建
設
を
行
う
同
号
に
規
定
す
る
個
人
又
は
法
人

（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
土
地
等
の
買
取
り
を
す

る
者
」
と
い
う
。
）
か
ら
交
付
を
受
け
た
次
に
掲
げ

る
書
類

イ
　
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
十
三
条
の
三
第

八
項
第
三
号
イ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
書
類

ロ
　
土
地
等
の
買
取
り
を
す
る
者
の
当
該
買
い
取
つ

た
土
地
等
を
法
附
則
第
三
十
四
条
の
二
第
二
項
に

規
定
す
る
二
年
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る
年
の
十

二
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
租
税
特
別
措
置
法
第
三

十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
六
号
の
住
宅
又
は
中
高

層
の
耐
火
共
同
住
宅
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
約
す

る
書
類
（
認
定
日
の
通
知
を
受
け
て
い
る
場
合
に

は
、
通
知
書
の
写
し
）

３
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類

を
添
付
し
た
法
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
申
告
書
が
提
出
さ
れ
た
後
、
法
附
則
第
三
十
四
条
の

二
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
譲
渡
に
係
る
土
地

等
の
買
取
り
を
し
た
者
が
政
令
附
則
第
十
七
条
の
二
第

二
項
又
は
第
三
項
に
規
定
す
る
市
町
村
長
が
認
定
し
た

日
の
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
前
項
各
号
に
規
定
す
る

二
年
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る
年
の
十
二
月
三
十
一
日

は
、
当
該
通
知
に
係
る
市
町
村
長
が
認
定
し
た
日
の
属

す
る
年
の
十
二
月
三
十
一
日
で
あ
つ
た
も
の
と
し
、
当

該
土
地
等
の
譲
渡
に
つ
い
て
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令

第
二
十
条
の
二
第
二
十
三
項
又
は
第
二
十
四
項
に
規
定

す
る
所
轄
税
務
署
長
が
認
定
し
た
日
の
通
知
に
関
す
る

文
書
の
写
し
が
納
税
地
の
所
轄
税
務
署
長
に
提
出
さ
れ

た
と
き
は
、
前
項
各
号
に
規
定
す
る
二
年
を
経
過
す
る

日
の
属
す
る
年
の
十
二
月
三
十
一
日
は
、
当
該
通
知
に

係
る
所
轄
税
務
署
長
が
認
定
し
た
日
の
属
す
る
年
の
十

二
月
三
十
一
日
で
あ
つ
た
も
の
と
す
る
。

４
　
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
法
第
四
十

五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
提
出
し
た

者
が
、
当
該
申
告
書
を
提
出
し
た
後
、
租
税
特
別
措
置

法
施
行
令
第
二
十
条
の
二
第
二
十
三
項
又
は
第
二
十
四

項
に
規
定
す
る
所
轄
税
務
署
長
が
認
定
し
た
日
の
通
知

に
関
す
る
文
書
の
交
付
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
通

知
に
関
す
る
文
書
の
写
し
を
、
遅
滞
な
く
、
市
町
村
長

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
前
各
項
の
規
定
は
、
個
人
の
市
町
村
民
税
に
つ
い
て

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に

掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。

第
一

項

第
四
十
五
条
の
二
第
一

項

第
三
百
十
七
条
の
二
第

一
項

第
四
十
五
条
の
三
第
一

項

第
三
百
十
七
条
の
三
第

一
項

第
二

項

附
則
第
三
十
四
条
の
二

第
二
項
に
規
定
す
る
総

務
省
令

附
則
第
三
十
四
条
の
二
第

五
項
に
規
定
す
る
総
務

省
令

第
四
十
五
条
の
二
第
一

項

第
三
百
十
七
条
の
二
第

一
項

第
三

項

第
四
十
五
条
の
二
第
一

項

第
三
百
十
七
条
の
二
第

一
項

附
則
第
三
十
四
条
の
二

第
二
項

附
則
第
三
十
四
条
の
二
第

五
項

前
項
第
四
十
五
条
の
二
第
一

項

第
三
百
十
七
条
の
二
第

一
項

６
　
政
令
附
則
第
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
確
定

優
良
住
宅
地
造
成
等
事
業
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
十
項

に
お
い
て
「
確
定
優
良
住
宅
地
造
成
等
事
業
」
と
い

う
。
）
を
行
う
個
人
又
は
法
人
が
、
当
該
確
定
優
良
住

宅
地
造
成
等
事
業
に
つ
き
、
同
条
第
一
項
又
は
第
三
項

に
規
定
す
る
市
町
村
長
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
場

合
に
は
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
二
年
を
経
過
す
る

日
の
属
す
る
年
の
十
二
月
三
十
一
日
（
同
条
第
三
項
の

承
認
に
あ
つ
て
は
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
当
初
認

定
日
の
属
す
る
年
の
末
日
）
の
翌
日
か
ら
十
五
日
を
経

過
す
る
日
ま
で
に
、
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
申
請
書
に
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
市

町
村
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
又
は
本
店
若

し
く
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
個
人
番
号

又
は
法
人
番
号
並
び
に
当
該
確
定
優
良
住
宅
地
造

成
等
事
業
に
係
る
事
務
所
、
事
業
所
そ
の
他
こ
れ

ら
に
準
ず
る
も
の
の
名
称
、
所
在
地
及
び
そ
の
代

表
者
そ
の
他
の
責
任
者
の
氏
名

ロ
　
当
該
確
定
優
良
住
宅
地
造
成
等
事
業
に
つ
き
政

令
附
則
第
十
七
条
の
二
第
一
項
各
号
に
定
め
る
事

由
が
あ
る
旨
及
び
当
該
事
由
の
詳
細
（
同
条
第
三

項
の
承
認
に
あ
つ
て
は
、
同
項
に
定
め
る
事
由
が

あ
る
旨
及
び
当
該
事
由
の
詳
細
並
び
に
同
条
第
二

項
に
規
定
す
る
市
町
村
長
が
認
定
し
た
日
の
年
月

日
）

ハ
　
当
該
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
確
定
優
良
住
宅

地
造
成
等
事
業
の
着
工
予
定
年
月
日
及
び
完
成
予

定
年
月
日

ニ
　
当
該
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
確
定
優
良
住
宅

地
造
成
等
事
業
に
つ
き
政
令
附
則
第
十
七
条
の
二

第
一
項
に
規
定
す
る
開
発
許
可
等
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
と
見
込
ま
れ
る
年
月
日
及
び
同
条
第
二

項
又
は
第
三
項
に
規
定
す
る
市
町
村
長
の
認
定
を

受
け
よ
う
と
す
る
年
月
日

二
　
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
十
三
条
の
三
第
十

項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類

７
　
政
令
附
則
第
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す

る
災
害
そ
の
他
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
情
は
、
次
に

掲
げ
る
事
情
と
す
る
。

一
　
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
十
三
条
の
三
第
十

一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
情

二
　
前
号
に
掲
げ
る
事
情
の
ほ
か
、
土
地
等
の
買
取
り

を
す
る
者
の
責
に
帰
せ
ら
れ
な
い
事
由
で
、
か
つ
、

当
該
土
地
等
の
買
取
り
を
す
る
日
に
お
い
て
は
予
測

で
き
な
か
つ
た
事
由
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
市
町

村
長
が
認
め
た
事
情
が
生
じ
た
こ
と
。

８
　
法
附
則
第
三
十
四
条
の
二
第
七
項
に
規
定
す
る
総
務

省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則

第
十
三
条
の
三
第
十
二
項
に
規
定
す
る
書
類
と
す
る
。

９
　
前
項
に
規
定
す
る
書
類
の
交
付
を
受
け
た
者
（
法
附

則
第
三
十
四
条
の
二
第
二
項
又
は
第
五
項
に
規
定
す
る
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土
地
等
の
譲
渡
に
つ
き
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け

て
い
る
者
に
限
る
。
）
は
、
遅
滞
な
く
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
た
書
類
に
当
該
交
付
を
受
け
た
書
類

（
法
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
百
十
七
条
の

二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
に
添
付
し
て
い
る
も

の
を
除
く
。
）
を
添
付
し
て
、
市
町
村
長
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
法
附
則
第
三
十
四
条
の
二
第
二
項
又
は
第
五
項
の

適
用
を
受
け
た
譲
渡
に
係
る
土
地
等
の
そ
の
譲
渡
を

し
た
年
月
日
、
当
該
土
地
等
の
面
積
及
び
所
在
地

二
　
当
該
土
地
等
の
買
取
り
を
し
た
者
の
氏
名
又
は
名

称
及
び
住
所
又
は
本
店
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地

三
　
第
一
号
に
規
定
す
る
譲
渡
に
係
る
土
地
等
の
う

ち
、
当
該
交
付
を
受
け
た
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
に

よ
り
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第

十
三
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
土
地
等
の
譲

渡
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
も
の
の
面
積
及
び
所

在
地

四
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

10
　
確
定
優
良
住
宅
地
造
成
等
事
業
を
行
う
個
人
又
は
法

人
が
、
当
該
確
定
優
良
住
宅
地
造
成
等
事
業
に
つ
き
、

政
令
附
則
第
十
七
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
市
町
村

長
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
同
項
に
規

定
す
る
予
定
期
間
の
末
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
一
月
十

五
日
ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書

に
第
六
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
当
該

市
町
村
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
第
六
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
事
項

二
　
当
該
確
定
優
良
住
宅
地
造
成
等
事
業
に
つ
い
て
、

法
附
則
第
三
十
四
条
の
二
第
九
項
の
特
定
非
常
災
害

と
し
て
指
定
さ
れ
た
非
常
災
害
に
よ
り
同
項
に
規
定

す
る
予
定
期
間
内
に
政
令
附
則
第
十
七
条
の
二
第
四

項
に
規
定
す
る
開
発
許
可
等
を
受
け
る
こ
と
が
困
難

と
な
つ
た
事
情
の
詳
細

三
　
当
該
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
確
定
優
良
住
宅
地

造
成
等
事
業
の
完
成
予
定
年
月
日

四
　
当
該
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
確
定
優
良
住
宅
地

造
成
等
事
業
に
つ
き
政
令
附
則
第
十
七
条
の
二
第
四

項
に
規
定
す
る
開
発
許
可
等
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
と
見
込
ま
れ
る
年
月
日

五
　
当
該
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
確
定
優
良
住
宅
地

造
成
等
事
業
に
つ
き
政
令
附
則
第
十
七
条
の
二
第
一

項
、
第
三
項
又
は
第
四
項
の
承
認
を
受
け
た
こ
と
が

あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
承
認
に
係
る
同
条
第
二
項
か

ら
第
四
項
ま
で
に
規
定
す
る
市
町
村
長
が
認
定
し

た
日

11
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
項
に
規
定
す
る
書
類

を
添
付
し
て
法
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
百

十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
提
出
し

た
者
が
、
当
該
申
告
書
を
提
出
し
た
後
、
法
附
則
第
三

十
四
条
の
二
第
二
項
又
は
第
五
項
の
規
定
の
適
用
を
受

け
た
譲
渡
に
係
る
土
地
等
の
買
取
り
を
し
た
者
か
ら
当

該
土
地
等
に
つ
き
政
令
附
則
第
十
七
条
の
二
第
四
項
に

規
定
す
る
市
町
村
長
が
認
定
し
た
日
の
通
知
に
関
す
る

文
書
の
写
し
の
交
付
を
受
け
た
と
き
（
租
税
特
別
措
置

法
施
行
令
第
二
十
条
の
二
第
二
十
五
項
に
規
定
す
る
税

務
署
長
の
承
認
に
係
る
通
知
書
の
写
し
の
交
付
を
受
け

た
と
き
を
含
む
。
）
は
、
当
該
通
知
に
関
す
る
文
書
の

写
し
を
、
遅
滞
な
く
、
市
町
村
長
に
提
出
す
る
も
の
と

し
、
当
該
通
知
に
関
す
る
文
書
の
写
し
の
提
出
（
当
該

申
告
書
に
添
付
し
た
場
合
を
含
む
。
）
が
あ
つ
た
場
合

に
は
、
政
令
附
則
第
十
七
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る

市
町
村
長
が
認
定
し
た
日
は
当
該
通
知
に
係
る
市
町
村

長
が
認
定
し
た
日
で
あ
つ
た
も
の
と
、
当
該
土
地
等
の

譲
渡
は
法
附
則
第
三
十
四
条
の
二
第
九
項
に
規
定
す
る

総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
証
明
が
さ
れ
た
も

の
と
す
る
。

12
　
法
附
則
第
三
十
四
条
の
二
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
申

告
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
に
よ
つ
て

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
法
附
則
第
三
十
四
条
の
二
第
二
項
又
は
第
五
項
の

規
定
の
適
用
を
受
け
た
譲
渡
に
係
る
土
地
等
の
そ
の

譲
渡
を
し
た
年
月
日
、
当
該
土
地
等
の
面
積
及
び
所

在
地

二
　
当
該
土
地
等
の
買
取
り
を
し
た
者
の
氏
名
又
は
名

称
及
び
住
所
又
は
本
店
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地

三
　
第
一
号
に
掲
げ
る
譲
渡
に
係
る
土
地
等
の
う
ち
、

租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
三

号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
土
地
等
の
譲
渡
に

該
当
し
な
い
こ
と
と
な
つ
た
も
の

四
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

（
法
附
則
第
三
十
四
条
の
二
の
二
の
証
明
等
）

第
十
三
条
の
四
　
前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
書
類
を
添
付

し
て
法
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告

書
を
提
出
し
た
者
が
、
当
該
申
告
書
を
提
出
し
た
後
、

法
附
則
第
三
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受

け
た
譲
渡
に
係
る
土
地
等
の
買
取
り
を
し
た
者
か
ら
当

該
土
地
等
に
つ
き
政
令
附
則
第
十
七
条
の
二
の
二
第
二

項
に
規
定
す
る
市
町
村
長
が
認
定
し
た
日
の
通
知
（
当

該
土
地
等
に
つ
き
阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
被
災
者
等
に

係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行

令
（
平
成
七
年
政
令
第
二
十
九
号
）
第
十
四
条
第
二
項

に
規
定
す
る
税
務
署
長
が
認
定
し
た
日
の
通
知
を
含

む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
文
書

の
写
し
の
交
付
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
通
知
に
関
す

る
文
書
の
写
し
を
、
遅
滞
な
く
、
市
町
村
長
に
提
出
す

る
も
の
と
し
、
当
該
通
知
に
関
す
る
文
書
の
写
し
の
提

出
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
土
地
等
の
譲
渡
は
法
附

則
第
三
十
四
条
の
二
の
二
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
証
明
が
さ
れ
た
も
の
と
し
、
政
令

附
則
第
十
七
条
の
二
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
市
町
村

長
が
認
定
し
た
日
は
、
当
該
通
知
に
係
る
市
町
村
長
が

認
定
し
た
日
と
す
る
。

２
　
政
令
附
則
第
十
七
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る

事
業
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
確
定
優
良
住
宅
地
造

成
等
事
業
」
と
い
う
。
）
を
行
う
個
人
又
は
法
人
が
、

当
該
確
定
優
良
住
宅
地
造
成
等
事
業
に
つ
き
、
同
項
に

規
定
す
る
市
町
村
長
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合

に
は
、
平
成
八
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
一
月
十
五
日
ま

で
の
間
に
、
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請

書
に
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
市
町
村
長

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
本
店

若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
当
該

確
定
優
良
住
宅
地
造
成
等
事
業
に
係
る
事
務
所
、

事
業
所
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
の
名
称
、

所
在
地
及
び
そ
の
代
表
者
そ
の
他
の
責
任
者
の

氏
名

ロ
　
当
該
確
定
優
良
住
宅
地
造
成
等
事
業
に
つ
い

て
、
政
令
附
則
第
十
七
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規

定
す
る
期
間
内
に
同
項
に
規
定
す
る
開
発
許
可
等

を
受
け
る
こ
と
が
困
難
と
な
つ
た
事
情
の
詳
細

ハ
　
当
該
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
確
定
優
良
住
宅

地
造
成
等
事
業
の
完
成
予
定
年
月
日

ニ
　
当
該
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
確
定
優
良
住
宅

地
造
成
等
事
業
に
つ
き
政
令
附
則
第
十
七
条
の
二

の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
開
発
許
可
等
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
と
見
込
ま
れ
る
年
月
日
及
び
同
条

第
二
項
に
規
定
す
る
市
町
村
長
の
認
定
を
受
け
よ

う
と
す
る
年
月
日

ホ
　
当
該
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
確
定
優
良
住
宅

地
造
成
等
事
業
に
つ
い
て
、
政
令
附
則
第
十
七
条

の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
又
は
第
四
項
若
し

く
は
第
六
項
の
承
認
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
場
合

に
は
、
そ
の
承
認
に
係
る
同
条
第
二
項
若
し
く
は

第
三
項
又
は
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
に
規
定
す

る
市
町
村
長
が
認
定
し
た
日
の
年
月
日

二
　
阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関

係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平

成
七
年
大
蔵
省
令
第
十
二
号
）
第
七
条
第
二
項
第
二

号
に
掲
げ
る
書
類

３
　
第
一
項
の
規
定
は
、
個
人
の
市
町
村
民
税
に
つ
い
て

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
第
四
十

五
条
の
二
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
百
十
七
条
の

二
第
一
項
」
と
、
「
附
則
第
三
十
四
条
の
二
第
二
項
」

と
あ
る
の
は
「
附
則
第
三
十
四
条
の
二
第
五
項
」
と
す

る
。

（
法
附
則
第
三
十
五
条
第
三
項
又
は
第
七
項
の
譲
渡
）

第
十
四
条
　
附
則
第
十
三
条
（
租
税
特
別
措
置
法
第
二
十

八
条
の
四
第
三
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る

譲
渡
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
法
附
則

第
三
十
五
条
第
三
項
又
は
第
七
項
に
規
定
す
る
総
務
省

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
証
明
が
さ
れ
た
譲
渡
に
つ

い
て
準
用
す
る
。

（
政
令
附
則
第
十
八
条
第
二
項
又
は
第
六
項
の
明
細
書

等
）

第
十
五
条
　
政
令
附
則
第
十
八
条
第
二
項
又
は
第
六
項
に

規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
明
細
書
は
、
租
税
特
別

措
置
法
施
行
規
則
第
十
八
条
の
九
第
二
項
に
掲
げ
る
項

目
を
記
載
し
た
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金

額
の
計
算
に
関
す
る
明
細
書
と
す
る
。

２
　
政
令
附
則
第
十
八
条
第
三
項
又
は
第
七
項
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
条
第
二
項
又
は
第
六
項
に
規

定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
租
税
特
別
措
置

法
施
行
規
則
第
十
一
条
の
三
第
十
項
各
号
に
掲
げ
る
事

項
と
す
る
。

（
政
令
附
則
第
十
八
条
の
二
第
二
項
又
は
第
六
項
の
明

細
書
等
）

第
十
六
条
　
政
令
附
則
第
十
八
条
の
二
第
二
項
又
は
第
六

項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
明
細
書
は
、
租
税

特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
十
八
条
の
十
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
令
第
十
八
条
の
九
第
二
項
に
掲
げ
る
項

目
を
記
載
し
た
上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金

額
の
計
算
に
関
す
る
明
細
書
と
す
る
。

２
　
政
令
附
則
第
十
八
条
の
二
第
三
項
又
は
第
七
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
条
第
二
項
又
は
第
六
項

に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
租
税
特
別

措
置
法
施
行
規
則
第
十
一
条
の
三
第
十
項
各
号
に
掲
げ

る
事
項
と
す
る
。

（
特
定
口
座
年
間
取
引
報
告
書
等
の
申
告
書
へ
の
添
付

等
）

第
十
七
条
　
法
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
三

百
十
七
条
の
二
第
一
項
の
申
告
書
又
は
法
第
四
十
五
条

の
二
第
三
項
若
し
く
は
第
三
百
十
七
条
の
二
第
三
項
の

申
告
書
（
法
附
則
第
三
十
五
条
の
三
第
八
項
又
は
第
十

八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
五
条
の
二
第
四
項
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又
は
第
三
百
十
七
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
申
告

書
を
含
む
。
）
に
政
令
附
則
第
十
八
条
の
二
第
二
項
又

は
第
六
項
に
規
定
す
る
明
細
書
を
添
付
す
べ
き
道
府
県

民
税
及
び
市
町
村
民
税
の
納
税
義
務
者
は
、
当
該
申
告

書
に
こ
れ
ら
の
明
細
書
と
併
せ
て
租
税
特
別
措
置
法
施

行
令
第
二
十
五
条
の
十
の
十
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定

口
座
年
間
取
引
報
告
書
若
し
く
は
そ
の
写
し
又
は
当
該

特
定
口
座
年
間
取
引
報
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記

録
し
た
所
得
税
法
施
行
令
第
二
百
六
十
二
条
第
二
項
に

規
定
す
る
電
子
証
明
書
等
に
係
る
同
条
第
一
項
に
規
定

す
る
電
磁
的
記
録
印
刷
書
面
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
特
定
口
座
年
間
取
引
報
告
書
等
」
と
い
う
。
）
（
二
以

上
の
法
附
則
第
三
十
五
条
の
二
の
四
第
一
項
に
規
定
す

る
特
定
口
座
（
前
年
に
お
い
て
租
税
特
別
措
置
法
第
三

十
七
条
の
十
一
の
四
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
も

の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
口
座
」
と

い
う
。
）
を
有
す
る
場
合
に
は
、
当
該
二
以
上
の
特
定

口
座
に
係
る
特
定
口
座
年
間
取
引
報
告
書
等
及
び
こ
れ

ら
の
合
計
表
（
政
令
附
則
第
十
八
条
の
四
第
四
項
に
規

定
す
る
合
計
表
を
い
う
。
）
）
の
添
付
を
す
る
場
合
に

は
、
当
該
明
細
書
に
は
、
附
則
第
十
五
条
第
一
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
添
付
を
す
る
特
定
口
座
年
間

取
引
報
告
書
等
に
記
載
が
さ
れ
た
上
場
株
式
等
（
法
附

則
第
三
十
五
条
の
二
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
上
場
株

式
等
を
い
う
。
）
に
係
る
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
記
載

は
、
要
し
な
い
。

２
　
政
令
附
則
第
十
八
条
の
四
第
四
項
に
規
定
す
る
総
務

省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
政
令
附
則
第
十
八
条
の
四
第
四
項
又
は
第
八
項
の

申
告
書
を
提
出
す
る
者
の
氏
名
及
び
住
所

二
　
当
該
申
告
書
に
添
付
す
る
特
定
口
座
年
間
取
引
報

告
書
等
に
記
載
さ
れ
て
い
る
租
税
特
別
措
置
法
施
行

規
則
第
十
八
条
の
十
三
の
五
第
二
項
第
六
号
イ
か
ら

ハ
ま
で
に
掲
げ
る
金
額
及
び
同
項
第
七
号
イ
か
ら
ハ

ま
で
に
掲
げ
る
金
額
の
そ
れ
ぞ
れ
の
合
計
額

三
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

（
道
府
県
民
税
配
当
割
納
入
申
告
書
等
の
特
例
）

第
十
八
条
　
法
附
則
第
三
十
三
条
の
二
の
二
第
二
項
又
は

附
則
第
三
十
五
条
の
二
の
五
第
二
項
の
規
定
の
適
用
が

あ
る
場
合
に
お
け
る
第
三
条
の
十
第
一
項
及
び
第
二
項

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ

れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。

第
一
項

第
十
二
号
の
七
様
式

第
十
二
号
の
十
三
様
式

　

第
十
二
号
の
八
様
式

第
十
二
号
の
十
四
様
式

第
二
項

第
十
二
号
の
九
様
式

第
十
二
号
の
十
五
様
式

（
上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
損
失
の
繰
越
控
除
）

第
十
九
条
　
政
令
附
則
第
十
八
条
の
五
第
一
項
第
一
号
又

は
第
十
項
第
一
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
は
、
法
附
則
第
三
十
五
条

の
二
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
の
譲
渡

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
上
場
株
式
等
の
特
定
譲
渡
」

と
い
う
。
）
に
よ
る
事
業
所
得
又
は
雑
所
得
と
当
該
上

場
株
式
等
の
特
定
譲
渡
以
外
の
上
場
株
式
等
の
譲
渡

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
上
場
株
式
等
の
一
般
譲
渡
」

と
い
う
。
）
に
よ
る
事
業
所
得
又
は
雑
所
得
と
を
区
分

し
て
当
該
上
場
株
式
等
の
特
定
譲
渡
に
係
る
事
業
所
得

の
金
額
又
は
雑
所
得
の
金
額
を
計
算
し
た
場
合
に
こ
れ

ら
の
金
額
の
計
算
上
生
ず
る
損
失
の
金
額
に
相
当
す
る

金
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
上
場
株
式

等
の
特
定
譲
渡
を
し
た
日
の
属
す
る
年
分
の
租
税
特
別

措
置
法
第
三
十
七
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
上
場

株
式
等
の
譲
渡
に
係
る
事
業
所
得
の
金
額
又
は
雑
所
得

の
金
額
の
計
算
上
必
要
経
費
に
算
入
さ
れ
る
べ
き
金
額

の
う
ち
に
当
該
上
場
株
式
等
の
特
定
譲
渡
と
当
該
上
場

株
式
等
の
一
般
譲
渡
の
双
方
に
関
連
し
て
生
じ
た
金
額

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
共
通
必
要
経
費
の
額
」
と

い
う
。
）
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
共
通
必
要
経
費
の
額

は
、
こ
れ
ら
の
所
得
を
生
ず
べ
き
業
務
に
係
る
収
入
金

額
そ
の
他
の
基
準
の
う
ち
当
該
業
務
の
内
容
及
び
費
用

の
性
質
に
照
ら
し
て
合
理
的
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
よ

り
当
該
上
場
株
式
等
の
特
定
譲
渡
に
係
る
必
要
経
費
の

額
と
当
該
上
場
株
式
等
の
一
般
譲
渡
に
係
る
必
要
経
費

の
額
と
に
配
分
す
る
も
の
と
す
る
。

（
特
定
中
小
会
社
が
発
行
し
た
株
式
に
係
る
譲
渡
損
失

の
繰
越
控
除
等
及
び
譲
渡
所
得
等
の
課
税
の
特
例
）

第
二
十
条
　
政
令
附
則
第
十
八
条
の
六
第
一
項
第
一
号
又

は
第
十
八
項
第
一
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る

日
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
特
定
株
式
（
法
附
則
第
三

十
五
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
株
式
を
い
う
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
区
分
に
応
じ
当
該

各
号
に
定
め
る
日
と
す
る
。

一
　
特
定
中
小
会
社
（
法
附
則
第
三
十
五
条
の
三
第
一

項
に
規
定
す
る
特
定
中
小
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
設
立
の
際
に
発
行
さ
れ
た

特
定
株
式
　
当
該
特
定
中
小
会
社
の
成
立
の
日

二
　
特
定
中
小
会
社
の
設
立
の
日
後
に
発
行
さ
れ
た
特

定
株
式
　
当
該
特
定
株
式
の
払
込
期
日

２
　
政
令
附
則
第
十
八
条
の
六
第
一
項
第
一
号
又
は
第
十

八
項
第
一
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
方
法

は
、
会
社
が
法
人
税
法
第
二
条
第
十
号
に
規
定
す
る
会

社
（
次
項
に
お
い
て
「
同
族
会
社
」
と
い
う
。
）
に
該

当
す
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
判

定
の
方
法
と
す
る
。

３
　
政
令
附
則
第
十
八
条
の
六
第
一
項
第
一
号
又
は
第
十

八
項
第
一
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
者
は
、

当
該
特
定
株
式
を
発
行
し
た
特
定
中
小
会
社
（
同
族
会

社
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
株
主
の
う
ち
、
そ

の
者
を
法
人
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
九
十

七
号
）
第
七
十
一
条
第
一
項
の
役
員
で
あ
る
と
し
た
場

合
に
同
項
第
四
号
イ
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
と

な
る
当
該
株
主
と
す
る
。

４
　
政
令
附
則
第
十
八
条
の
六
第
一
項
第
八
号
又
は
第
十

八
項
第
八
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
契
約

は
、
特
定
中
小
会
社
と
の
間
で
締
結
す
る
特
定
株
式
に

係
る
投
資
に
関
す
る
条
件
を
定
め
た
契
約
で
中
小
企
業

等
経
営
強
化
法
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
通
商
産
業
省

令
第
七
十
四
号
）
第
十
一
条
第
二
項
第
三
号
ロ
に
規
定

す
る
投
資
に
関
す
る
契
約
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

５
　
政
令
附
則
第
十
八
条
の
六
第
六
項
第
一
号
又
は
第
二

十
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
は
、
特
定
株
式
の
譲
渡
（
同

条
第
六
項
第
一
号
又
は
第
二
十
三
項
第
一
号
に
規
定
す

る
譲
渡
を
い
う
。
）
に
よ
る
事
業
所
得
又
は
雑
所
得
と

当
該
特
定
株
式
以
外
の
一
般
株
式
等
の
譲
渡
に
よ
る
事

業
所
得
又
は
雑
所
得
と
を
区
分
し
て
当
該
特
定
株
式
の

譲
渡
に
係
る
事
業
所
得
の
金
額
又
は
雑
所
得
の
金
額
を

計
算
し
た
場
合
に
こ
れ
ら
の
金
額
の
計
算
上
生
ず
る
損

失
の
金
額
に
相
当
す
る
金
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
当
該
特
定
株
式
の
譲
渡
を
し
た
日
の
属
す
る
年

分
の
一
般
株
式
等
の
譲
渡
に
係
る
事
業
所
得
の
金
額
又

は
雑
所
得
の
金
額
の
計
算
上
必
要
経
費
に
算
入
さ
れ
る

べ
き
金
額
の
う
ち
に
当
該
特
定
株
式
の
譲
渡
と
当
該
特

定
株
式
以
外
の
一
般
株
式
等
の
譲
渡
の
双
方
に
関
連
し

て
生
じ
た
金
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
共
通
必
要

経
費
の
額
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
共
通

必
要
経
費
の
額
は
、
こ
れ
ら
の
所
得
を
生
ず
べ
き
業
務

に
係
る
収
入
金
額
そ
の
他
の
基
準
の
う
ち
当
該
業
務
の

内
容
及
び
費
用
の
性
質
に
照
ら
し
て
合
理
的
と
認
め
ら

れ
る
も
の
に
よ
り
当
該
特
定
株
式
の
譲
渡
に
係
る
必
要

経
費
の
額
と
当
該
特
定
株
式
以
外
の
一
般
株
式
等
の
譲

渡
に
係
る
必
要
経
費
の
額
と
に
配
分
す
る
も
の
と
す

る
。

６
　
法
附
則
第
三
十
五
条
の
三
第
八
項
又
は
第
十
八
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
五
条
の
二
第
四
項
又
は
第

三
百
十
七
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の
様

式
は
、
第
五
号
の
四
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

７
　
前
年
中
に
生
じ
た
法
附
則
第
三
十
五
条
の
三
第
六
項

又
は
第
十
六
項
に
規
定
す
る
特
定
株
式
に
係
る
譲
渡
損

失
の
金
額
に
つ
い
て
、
同
条
第
五
項
又
は
第
十
五
項
の

規
定
に
よ
つ
て
、
そ
の
損
失
の
生
じ
た
年
の
末
日
の
属

す
る
年
度
の
翌
々
年
度
以
降
の
年
度
分
の
法
附
則
第
三

十
五
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
五
項
に
規
定
す
る
一

般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
又
は
法
附
則
第

三
十
五
条
の
二
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
五
項
に
規
定

す
る
上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
の
計
算

上
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村

民
税
の
納
税
義
務
者
は
、
法
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項

若
し
く
は
第
三
百
十
七
条
の
二
第
一
項
の
申
告
書
又
は

法
第
四
十
五
条
の
二
第
三
項
若
し
く
は
第
三
百
十
七
条

の
二
第
三
項
の
申
告
書
（
法
附
則
第
三
十
五
条
の
三
第

八
項
又
は
第
十
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
五

条
の
二
第
四
項
又
は
第
三
百
十
七
条
の
二
第
四
項
の
規

定
に
よ
る
申
告
書
を
含
む
。
）
に
、
第
五
十
三
号
様
式

に
よ
る
附
属
申
告
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８
　
前
年
前
三
年
内
の
各
年
に
生
じ
た
法
附
則
第
三
十
五

条
の
三
第
六
項
又
は
第
十
六
項
に
規
定
す
る
特
定
株
式

に
係
る
譲
渡
損
失
の
金
額
（
同
条
第
五
項
又
は
第
十
五

項
の
規
定
に
よ
り
前
年
前
に
お
い
て
控
除
さ
れ
た
も
の

を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
つ
て
、

法
附
則
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
五
項
に

規
定
す
る
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
又

は
法
附
則
第
三
十
五
条
の
二
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第

五
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の

金
額
の
計
算
上
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
道
府
県
民
税

及
び
市
町
村
民
税
の
納
税
義
務
者
は
、
法
第
四
十
五
条

の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
三
百
十
七
条
の
二
第
一
項
の

申
告
書
又
は
法
第
四
十
五
条
の
二
第
三
項
若
し
く
は
第

三
百
十
七
条
の
二
第
三
項
の
申
告
書
（
法
附
則
第
三
十

五
条
の
三
第
八
項
又
は
第
十
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る

法
第
四
十
五
条
の
二
第
四
項
又
は
第
三
百
十
七
条
の
二

第
四
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
含
む
。
）
に
、
第
五

十
四
号
様
式
に
よ
る
附
属
申
告
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
政
令
附
則
第
十
八
条
の
七
第
二
項
又
は
第
五
項
の
明

細
書
）

第
二
十
一
条
　
政
令
附
則
第
十
八
条
の
七
第
二
項
又
は
第

五
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
明
細
書
は
、
租

税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
十
九
条
の
七
第
一
項
に
掲

げ
る
項
目
を
記
載
し
た
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
の

金
額
の
計
算
に
関
す
る
明
細
書
と
す
る
。

（
先
物
取
引
の
差
金
等
決
済
に
係
る
損
失
の
繰
越
控
除
）

第
二
十
一
条
の
二
　
法
附
則
第
三
十
五
条
の
四
の
二
第
四

項
又
は
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
五
条
の

二
第
四
項
又
は
第
三
百
十
七
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
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よ
る
申
告
書
の
様
式
は
、
第
五
号
の
四
様
式
に
よ
る
も

の
と
す
る
。

２
　
前
年
中
に
生
じ
た
法
附
則
第
三
十
五
条
の
四
の
二
第

二
項
又
は
第
八
項
に
規
定
す
る
先
物
取
引
の
差
金
等
決

済
に
係
る
損
失
の
金
額
に
つ
い
て
、
同
条
第
一
項
又
は

第
七
項
の
規
定
に
よ
つ
て
、
そ
の
損
失
の
生
じ
た
年
の

末
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
々
年
度
以
降
の
年
度
分
の
法

附
則
第
三
十
五
条
の
四
第
一
項
又
は
第
四
項
に
規
定
す

る
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
の
金
額
の
計
算
上
控
除

を
受
け
よ
う
と
す
る
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
の

納
税
義
務
者
は
、
法
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
若
し
く

は
第
三
百
十
七
条
の
二
第
一
項
の
申
告
書
又
は
法
第
四

十
五
条
の
二
第
三
項
若
し
く
は
第
三
百
十
七
条
の
二
第

三
項
の
申
告
書
（
法
附
則
第
三
十
五
条
の
四
の
二
第
四

項
又
は
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
五
条
の

二
第
四
項
又
は
第
三
百
十
七
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に

よ
る
申
告
書
を
含
む
。
）
に
、
第
五
十
八
号
様
式
に
よ

る
附
属
申
告
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
年
前
三
年
内
の
各
年
に
生
じ
た
法
附
則
第
三
十
五

条
の
四
の
二
第
二
項
又
は
第
八
項
に
規
定
す
る
先
物
取

引
の
差
金
等
決
済
に
係
る
損
失
の
金
額
（
同
条
第
一
項

又
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
前
年
前
に
お
い
て
控
除
さ

れ
た
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
に

よ
つ
て
、
法
附
則
第
三
十
五
条
の
四
第
一
項
又
は
第
四

項
に
規
定
す
る
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
の
金
額
の

計
算
上
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
道
府
県
民
税
及
び
市

町
村
民
税
の
納
税
義
務
者
は
、
法
第
四
十
五
条
の
二
第

一
項
若
し
く
は
第
三
百
十
七
条
の
二
第
一
項
の
申
告
書

又
は
法
第
四
十
五
条
の
二
第
三
項
若
し
く
は
第
三
百
十

七
条
の
二
第
三
項
の
申
告
書
（
法
附
則
第
三
十
五
条
の

四
の
二
第
四
項
又
は
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

四
十
五
条
の
二
第
四
項
又
は
第
三
百
十
七
条
の
二
第
四

項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
含
む
。
）
に
、
第
五
十
九

号
様
式
に
よ
る
附
属
申
告
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
旧
民
法
第
三
十
四
条
の
法
人
か
ら
移
行
し
た
法
人
等

に
係
る
地
方
税
の
特
例
）

第
二
十
二
条
　
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関

す
る
法
律
及
び
公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の

認
定
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整

備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
五
十
号
）

第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
存
続
す
る
一
般
社
団

法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
で
あ
つ
て
同
法
第
百
六
条
第

一
項
の
登
記
を
し
て
い
な
い
も
の
（
次
項
に
お
い
て
そ

れ
ぞ
れ
「
特
定
一
般
社
団
法
人
」
又
は
「
特
定
一
般
財

団
法
人
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
公
益
社
団
法
人

又
は
公
益
財
団
法
人
と
み
な
し
て
、
第
七
条
の
三
の
四

第
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

２
　
特
定
一
般
社
団
法
人
又
は
特
定
一
般
財
団
法
人
（
法

附
則
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
可
取
消
社
団

法
人
又
は
認
可
取
消
財
団
法
人
に
あ
つ
て
は
、
同
条
第

二
項
に
規
定
す
る
非
営
利
型
法
人
に
該
当
す
る
も
の
に

限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
公
益
社
団
法
人
又
は
公
益
財

団
法
人
と
み
な
し
て
、
第
二
十
四
条
の
七
第
二
号
の
規

定
を
適
用
す
る
。

（
東
日
本
大
震
災
に
係
る
買
換
資
産
の
取
得
期
間
等
の

延
長
の
特
例
）

第
二
十
二
条
の
二
　
法
附
則
第
四
十
四
条
の
三
第
一
項
に

規
定
す
る
市
町
村
長
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
道
府

県
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
は
、
平
成
二
十
四
年

三
月
十
五
日
ま
で
に
、
法
附
則
第
四
条
第
一
項
第
一
号

に
規
定
す
る
特
定
譲
渡
を
し
た
同
号
に
規
定
す
る
譲
渡

資
産
に
つ
い
て
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す

る
旨
、
東
日
本
大
震
災
（
法
附
則
第
四
十
二
条
第
一
項

に
規
定
す
る
東
日
本
大
震
災
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

に
起
因
す
る
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
同
号
に
規
定

す
る
買
換
資
産
の
取
得
（
同
号
に
規
定
す
る
取
得
を
い

う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が

困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
事
情
の
詳
細
、
取
得
を
す

る
予
定
の
当
該
買
換
資
産
に
つ
い
て
の
取
得
予
定
年
月

日
及
び
そ
の
取
得
価
額
の
見
積
額
そ
の
他
の
明
細
を
記

載
し
た
申
請
書
に
、
東
日
本
大
震
災
に
起
因
す
る
や
む

を
得
な
い
事
情
に
よ
り
同
号
に
規
定
す
る
買
換
資
産
の

取
得
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
事
情
を
証
す
る
書

類
を
添
付
し
て
、
法
附
則
第
四
十
四
条
の
三
第
一
項
に

規
定
す
る
市
町
村
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
市
町
村
長
に
お
い
て
や
む
を
得
な
い
事
情
が

あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
当
該
書
類
を
添
付
す
る
こ

と
を
要
し
な
い
。

２
　
附
則
第
十
三
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
書
類
を
添

付
し
て
法
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申

告
書
（
そ
の
提
出
期
限
後
に
お
い
て
道
府
県
民
税
の
納

税
通
知
書
が
送
達
さ
れ
る
時
ま
で
に
提
出
さ
れ
た
も
の

及
び
そ
の
時
ま
で
に
提
出
さ
れ
た
法
第
四
十
五
条
の
三

第
一
項
に
規
定
す
る
確
定
申
告
書
を
含
む
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
提
出
し
た
者
が
、
当
該
申
告

書
を
提
出
し
た
後
、
法
附
則
第
三
十
四
条
の
二
第
二
項

の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
譲
渡
に
係
る
土
地
等
の
買
取

り
を
し
た
者
か
ら
当
該
土
地
等
に
つ
き
政
令
附
則
第
二

十
七
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
市
町
村
長
の
承
認
に

係
る
通
知
書
の
写
し
の
交
付
を
受
け
た
と
き
（
当
該
土

地
等
に
つ
き
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税

関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成

二
十
三
年
政
令
第
百
十
二
号
）
第
十
四
条
第
一
項
に
規

定
す
る
税
務
署
長
の
承
認
に
係
る
通
知
書
の
写
し
の
交

付
を
受
け
た
と
き
を
含
む
。
）
は
、
当
該
通
知
書
の
写

し
を
、
遅
滞
な
く
、
市
町
村
長
に
提
出
す
る
も
の
と

し
、
当
該
通
知
書
の
写
し
の
提
出
が
あ
つ
た
場
合
に

は
、
当
該
土
地
等
の
譲
渡
は
法
附
則
第
四
十
四
条
の
三

第
二
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
証
明
が
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

３
　
政
令
附
則
第
二
十
七
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
事

業
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
確
定
優
良
住
宅
地
造
成

等
事
業
」
と
い
う
。
）
を
行
う
個
人
又
は
法
人
が
、
当

該
確
定
優
良
住
宅
地
造
成
等
事
業
に
つ
き
、
同
条
第
二

項
に
規
定
す
る
市
町
村
長
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る

場
合
に
は
、
平
成
二
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
同
月
十
六

日
ま
で
の
間
に
、
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

申
請
書
に
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
市
町

村
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
本
店

若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
当
該

確
定
優
良
住
宅
地
造
成
等
事
業
に
係
る
事
務
所
、

事
業
所
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
の
名
称
、

所
在
地
及
び
そ
の
代
表
者
そ
の
他
の
責
任
者
の

氏
名

ロ
　
当
該
確
定
優
良
住
宅
地
造
成
等
事
業
に
つ
い

て
、
東
日
本
大
震
災
に
よ
る
被
害
に
よ
り
平
成
二

十
三
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
に
政
令
附
則
第
二

十
七
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
開
発
許
可
等
を

受
け
る
こ
と
が
困
難
と
な
つ
た
事
情
の
詳
細

ハ
　
当
該
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
確
定
優
良
住
宅

地
造
成
等
事
業
の
完
成
予
定
年
月
日

ニ
　
当
該
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
確
定
優
良
住
宅

地
造
成
等
事
業
に
つ
き
政
令
附
則
第
二
十
七
条
の

三
第
二
項
に
規
定
す
る
開
発
許
可
等
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
と
見
込
ま
れ
る
年
月
日

ホ
　
当
該
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
確
定
優
良
住
宅

地
造
成
等
事
業
に
つ
き
政
令
附
則
第
十
七
条
の
二

第
一
項
又
は
第
三
項
の
承
認
を
受
け
た
こ
と
が
あ

る
場
合
に
は
、
そ
の
承
認
に
係
る
同
条
第
二
項
又

は
第
三
項
に
規
定
す
る
市
町
村
長
が
認
定
し
た
日

二
　
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法

律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二

十
三
年
財
務
省
令
第
二
十
号
）
第
四
条
第
二
項
第
二

号
に
掲
げ
る
書
類

４
　
法
附
則
第
四
十
四
条
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
市
町

村
長
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
市
町
村
民
税
の
所
得

割
の
納
税
義
務
者
は
、
平
成
二
十
四
年
三
月
十
五
日
ま

で
に
、
法
附
則
第
四
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特

定
譲
渡
を
し
た
同
号
に
規
定
す
る
譲
渡
資
産
に
つ
い
て

同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
旨
、
東
日
本

大
震
災
に
起
因
す
る
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
同
号

に
規
定
す
る
買
換
資
産
の
取
得
が
困
難
で
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
事
情
の
詳
細
、
取
得
を
す
る
予
定
の
当
該
買
換

資
産
に
つ
い
て
の
取
得
予
定
年
月
日
及
び
そ
の
取
得
価

額
の
見
積
額
そ
の
他
の
明
細
を
記
載
し
た
申
請
書
に
、

東
日
本
大
震
災
に
起
因
す
る
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ

り
同
号
に
規
定
す
る
買
換
資
産
の
取
得
が
困
難
で
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
事
情
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
、
同

項
に
規
定
す
る
市
町
村
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
市
町
村
長
に
お
い
て
や
む
を
得
な
い
事

情
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
当
該
書
類
を
添
付
す

る
こ
と
を
要
し
な
い
。

５
　
附
則
第
十
三
条
の
三
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
書
類
を
添
付

し
て
法
第
三
百
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申

告
書
（
そ
の
提
出
期
限
後
に
お
い
て
市
町
村
民
税
の
納

税
通
知
書
が
送
達
さ
れ
る
時
ま
で
に
提
出
さ
れ
た
も
の

及
び
そ
の
時
ま
で
に
提
出
さ
れ
た
法
第
三
百
十
七
条
の

三
第
一
項
に
規
定
す
る
確
定
申
告
書
を
含
む
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
提
出
し
た
者
が
、
当
該
申

告
書
を
提
出
し
た
後
、
法
附
則
第
三
十
四
条
の
二
第
五

項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
譲
渡
に
係
る
土
地
等
の
買

取
り
を
し
た
者
か
ら
当
該
土
地
等
に
つ
き
政
令
附
則
第

二
十
七
条
の
三
第
五
項
に
規
定
す
る
市
町
村
長
の
承
認

に
係
る
通
知
書
の
写
し
の
交
付
を
受
け
た
と
き
（
当
該

土
地
等
に
つ
き
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国

税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
十

四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
税
務
署
長
の
承
認
に
係
る
通

知
書
の
写
し
の
交
付
を
受
け
た
と
き
を
含
む
。
）
は
、

当
該
通
知
書
の
写
し
を
、
遅
滞
な
く
、
市
町
村
長
に
提

出
す
る
も
の
と
し
、
当
該
通
知
書
の
写
し
の
提
出
が
あ

つ
た
場
合
に
は
、
当
該
土
地
等
の
譲
渡
は
法
附
則
第
四

十
四
条
の
三
第
四
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
証
明
が
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

６
　
政
令
附
則
第
二
十
七
条
の
三
第
五
項
に
規
定
す
る
事

業
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
確
定
優
良
住
宅
地
造
成

等
事
業
」
と
い
う
。
）
を
行
う
個
人
又
は
法
人
が
、
当

該
確
定
優
良
住
宅
地
造
成
等
事
業
に
つ
き
、
同
条
第
五

項
に
規
定
す
る
市
町
村
長
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る

場
合
に
は
、
平
成
二
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
同
月
十
六

日
ま
で
の
間
に
、
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

申
請
書
に
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
市
町

村
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
本
店

若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
当
該
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確
定
優
良
住
宅
地
造
成
等
事
業
に
係
る
事
務
所
、

事
業
所
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
の
名
称
、

所
在
地
及
び
そ
の
代
表
者
そ
の
他
の
責
任
者
の

氏
名

ロ
　
当
該
確
定
優
良
住
宅
地
造
成
等
事
業
に
つ
い

て
、
東
日
本
大
震
災
に
よ
る
被
害
に
よ
り
平
成
二

十
三
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
に
政
令
附
則
第
二

十
七
条
の
三
第
五
項
に
規
定
す
る
開
発
許
可
等
を

受
け
る
こ
と
が
困
難
と
な
つ
た
事
情
の
詳
細

ハ
　
当
該
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
確
定
優
良
住
宅

地
造
成
等
事
業
の
完
成
予
定
年
月
日

ニ
　
当
該
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
確
定
優
良
住
宅

地
造
成
等
事
業
に
つ
き
政
令
附
則
第
二
十
七
条
の

三
第
五
項
に
規
定
す
る
開
発
許
可
等
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
と
見
込
ま
れ
る
年
月
日

ホ
　
当
該
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
確
定
優
良
住
宅

地
造
成
等
事
業
に
つ
き
政
令
附
則
第
十
七
条
の
二

第
四
項
又
は
第
六
項
の
承
認
を
受
け
た
こ
と
が
あ

る
場
合
に
は
、
そ
の
承
認
に
係
る
同
条
第
五
項
又

は
第
六
項
に
規
定
す
る
市
町
村
長
が
認
定
し
た
日

二
　
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法

律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
四
条
第

二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類

（
政
令
附
則
第
三
十
一
条
第
七
項
に
規
定
す
る
総
務
省

令
で
定
め
る
書
類
）

第
二
十
二
条
の
三
　
政
令
附
則
第
三
十
一
条
第
七
項
に
規

定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類

と
す
る
。

一
　
法
附
則
第
五
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定

の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
　
次
に
掲
げ
る

書
類

イ
　
法
附
則
第
五
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
被
災

家
屋
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
被
災
家
屋
」
と

い
う
。
）
又
は
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
従
前
の

土
地
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
従
前
の
土
地
」

と
い
う
。
）
の
所
有
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住

所
又
は
本
店
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

並
び
に
当
該
被
災
家
屋
又
は
当
該
従
前
の
土
地
の

所
在
地
を
記
載
し
た
書
類
並
び
に
当
該
被
災
家
屋

が
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
こ
と
に

つ
い
て
当
該
被
災
家
屋
の
所
在
地
の
市
町
村
長
が

証
す
る
書
類
そ
の
他
の
当
該
被
災
家
屋
が
東
日
本

大
震
災
に
よ
り
滅
失
し
、
又
は
損
壊
し
た
旨
を
証

す
る
書
類

ロ
　
被
災
家
屋
の
床
面
積
及
び
法
附
則
第
五
十
一
条

第
一
項
に
規
定
す
る
代
替
家
屋
（
以
下
ロ
に
お
い

て
「
代
替
家
屋
」
と
い
う
。
）
の
床
面
積
を
証
す

る
書
類
又
は
従
前
の
土
地
の
面
積
及
び
代
替
家
屋

の
敷
地
の
用
に
供
す
る
土
地
の
面
積
を
証
す
る

書
類

ハ
　
政
令
附
則
第
三
十
一
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第

四
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
又
は
同
条
第
二
項
第
二
号

か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
（
以
下
ハ
に
お
い

て
「
相
続
人
等
」
と
い
う
。
）
が
、
法
附
則
第
五

十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受

け
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
イ
及
び
ロ
に

掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
戸
籍
の
謄
本
又
は
法
人
の

登
記
事
項
証
明
書
そ
の
他
の
そ
の
適
用
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
が
相
続
人
等
に
該
当
す
る
旨
を
証
す

る
書
類

ニ
　
政
令
附
則
第
三
十
一
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ

る
者
が
、
法
附
則
第
五
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の

適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
イ

か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
政
令
附
則

第
三
十
一
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
と
同
居

す
る
予
定
で
あ
る
こ
と
を
約
す
る
書
類

二
　
法
附
則
第
五
十
一
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受

け
よ
う
と
す
る
場
合
　
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
法
附
則
第
五
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
被
災

農
用
地
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
被
災
農
用

地
」
と
い
う
。
）
の
所
有
者
の
氏
名
又
は
名
称
及

び
住
所
又
は
本
店
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
の
所

在
地
並
び
に
当
該
被
災
農
用
地
の
所
在
地
を
記
載

し
た
書
類
、
当
該
被
災
農
用
地
が
東
日
本
大
震
災

に
よ
り
耕
作
又
は
養
畜
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
困

難
と
な
つ
た
農
用
地
で
あ
る
と
農
業
委
員
会
（
農

業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法

律
第
八
十
八
号
）
第
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
又
は

第
五
項
の
規
定
に
よ
り
農
業
委
員
会
を
置
か
な
い

市
町
村
に
あ
つ
て
は
、
市
町
村
長
）
が
証
す
る
書

類
並
び
に
当
該
被
災
農
用
地
を
平
成
二
十
三
年
三

月
十
一
日
に
お
い
て
所
有
し
て
い
た
旨
を
証
す
る

書
類

ロ
　
被
災
農
用
地
の
面
積
及
び
法
附
則
第
五
十
一
条

第
三
項
に
規
定
す
る
当
該
被
災
農
用
地
に
代
わ
る

農
用
地
の
面
積
を
証
す
る
書
類

ハ
　
政
令
附
則
第
三
十
一
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ

る
者
が
、
法
附
則
第
五
十
一
条
第
三
項
の
規
定
の

適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
イ

及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
農
業
を
営
む
者

で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

ニ
　
政
令
附
則
第
三
十
一
条
第
三
項
第
二
号
か
ら
第

四
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
（
以
下
ニ
に
お
い
て
「
相

続
人
等
」
と
い
う
。
）
が
、
法
附
則
第
五
十
一
条

第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ

か
、
戸
籍
の
謄
本
又
は
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書

そ
の
他
の
そ
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
相

続
人
等
に
該
当
す
る
旨
を
証
す
る
書
類

三
　
法
附
則
第
五
十
一
条
第
四
項
又
は
第
五
項
の
規
定

の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
　
次
に
掲
げ
る

書
類

イ
　
法
附
則
第
五
十
一
条
第
四
項
に
規
定
す
る
対
象

区
域
内
家
屋
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
対
象
区

域
内
家
屋
」
と
い
う
。
）
又
は
同
条
第
五
項
に
規

定
す
る
対
象
土
地
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
対

象
土
地
」
と
い
う
。
）
の
所
有
者
の
氏
名
又
は
名

称
及
び
住
所
又
は
本
店
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所

の
所
在
地
並
び
に
当
該
対
象
区
域
内
家
屋
又
は
当

該
対
象
土
地
の
所
在
地
を
記
載
し
た
書
類
並
び
に

当
該
対
象
区
域
内
家
屋
を
同
条
第
四
項
又
は
第
五

項
に
規
定
す
る
居
住
困
難
区
域
を
指
定
す
る
旨
の

公
示
が
あ
つ
た
日
に
お
い
て
所
有
し
て
い
た
旨
を

証
す
る
書
類

ロ
　
対
象
区
域
内
家
屋
の
床
面
積
及
び
法
附
則
第
五

十
一
条
第
四
項
に
規
定
す
る
代
替
家
屋
（
以
下
ロ

に
お
い
て
「
代
替
家
屋
」
と
い
う
。
）
の
床
面
積

を
証
す
る
書
類
又
は
対
象
土
地
の
面
積
及
び
代
替

家
屋
の
敷
地
の
用
に
供
す
る
土
地
の
面
積
を
証
す

る
書
類

ハ
　
政
令
附
則
第
三
十
一
条
第
四
項
第
二
号
か
ら
第

四
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
又
は
同
条
第
五
項
第
二
号

か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
（
以
下
ハ
に
お
い

て
「
相
続
人
等
」
と
い
う
。
）
が
、
法
附
則
第
五

十
一
条
第
四
項
又
は
第
五
項
の
規
定
の
適
用
を
受

け
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
イ
及
び
ロ
に

掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
戸
籍
の
謄
本
又
は
法
人
の

登
記
事
項
証
明
書
そ
の
他
の
そ
の
適
用
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
が
相
続
人
等
に
該
当
す
る
旨
を
証
す

る
書
類

ニ
　
政
令
附
則
第
三
十
一
条
第
五
項
第
三
号
に
掲
げ

る
者
が
、
法
附
則
第
五
十
一
条
第
五
項
の
規
定
の

適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
イ

か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
政
令
附
則

第
三
十
一
条
第
五
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
と
同
居

す
る
予
定
で
あ
る
こ
と
を
約
す
る
書
類

四
　
法
附
則
第
五
十
一
条
第
六
項
の
規
定
の
適
用
を
受

け
よ
う
と
す
る
場
合
　
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
法
附
則
第
五
十
一
条
第
六
項
に
規
定
す
る
対
象

区
域
内
農
用
地
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
対
象

区
域
内
農
用
地
」
と
い
う
。
）
の
所
有
者
の
氏
名

又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
本
店
若
し
く
は
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
当
該
対
象
区
域
内
農
用

地
の
所
在
地
を
記
載
し
た
書
類
並
び
に
当
該
対
象

区
域
内
農
用
地
を
同
項
に
規
定
す
る
居
住
困
難
区

域
を
指
定
す
る
旨
の
公
示
が
あ
つ
た
日
に
お
い
て

所
有
し
て
い
た
旨
を
証
す
る
書
類

ロ
　
対
象
区
域
内
農
用
地
の
面
積
及
び
法
附
則
第
五

十
一
条
第
六
項
に
規
定
す
る
当
該
対
象
区
域
内
農

用
地
に
代
わ
る
農
用
地
の
面
積
を
証
す
る
書
類

ハ
　
政
令
附
則
第
三
十
一
条
第
六
項
第
一
号
に
掲
げ

る
者
が
、
法
附
則
第
五
十
一
条
第
六
項
の
規
定
の

適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
イ

及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
農
業
を
営
む
者

で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

ニ
　
政
令
附
則
第
三
十
一
条
第
六
項
第
二
号
か
ら
第

四
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
（
以
下
ニ
に
お
い
て
「
相

続
人
等
」
と
い
う
。
）
が
、
法
附
則
第
五
十
一
条

第
六
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ

か
、
戸
籍
の
謄
本
又
は
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書

そ
の
他
の
そ
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
相

続
人
等
に
該
当
す
る
旨
を
証
す
る
書
類

（
政
令
附
則
第
三
十
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
総
務
省

令
で
定
め
る
書
類
）

第
二
十
三
条
　
政
令
附
則
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す

る
者
が
法
附
則
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
の
適

用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
政
令
附
則
第
三

十
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
書
類

は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

イ
　
被
災
自
動
車
等
（
法
附
則
第
五
十
三
条
の
二
第

一
項
に
規
定
す
る
被
災
自
動
車
等
を
い
う
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
所
有
者
（
法
第
百

四
十
七
条
第
一
項
又
は
第
四
百
四
十
四
条
第
一
項

に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定

す
る
買
主
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
本
店
若
し
く
は
主

た
る
事
務
所
の
所
在
地
、
当
該
被
災
自
動
車
等
の

自
動
車
登
録
番
号
又
は
車
両
番
号
及
び
主
た
る
定

置
場
並
び
に
当
該
被
災
自
動
車
等
が
営
業
用
又
は

自
家
用
の
い
ず
れ
で
あ
る
か
の
別

ロ
　
法
附
則
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
の
適

用
を
受
け
よ
う
と
す
る
自
動
車
（
以
下
こ
の
号
に

お
い
て
「
申
請
自
動
車
」
と
い
う
。
）
の
所
有
者

の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
又
は
本
店
若
し
く
は
主

た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
個
人
番
号
（
行
政
手
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続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番

号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
五
項
に
規

定
す
る
個
人
番
号
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
法
人
番
号
（
行
政
手

続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番

号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
十
五
項
に

規
定
す
る
法
人
番
号
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び

次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
個
人
番
号
又
は
法
人
番

号
を
有
し
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
氏
名
又
は
名
称

及
び
住
所
又
は
本
店
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
）
、
当
該
申
請
自
動
車
の
自
動
車
登
録
番

号
、
車
台
番
号
、
種
別
及
び
主
た
る
定
置
場
並
び

に
当
該
申
請
自
動
車
が
営
業
用
又
は
自
家
用
の
い

ず
れ
で
あ
る
か
の
別

ハ
　
当
該
被
災
自
動
車
等
の
所
有
者
に
つ
き
、
次
に

掲
げ
る
自
動
車
等
（
自
動
車
又
は
法
第
四
百
四
十

二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
軽
自
動
車
の
う
ち
三
輪

以
上
の
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
台
数
、

自
動
車
登
録
番
号
又
は
車
両
番
号
及
び
車
台
番
号

（１）
　
既
に
法
附
則
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規

定
の
適
用
を
受
け
た
同
項
に
規
定
す
る
代
替
自

動
車

（２）
　
既
に
法
附
則
第
五
十
三
条
の
二
第
二
項
（
地

方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三

十
一
年
法
律
第
二
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
平
成
三
十
一
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第

十
一
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
に
よ

り
み
な
し
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
以
下

こ
の
条
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
法
附
則
第
五
十
三
条

の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
代
替
自
動
車

（３）
　
既
に
法
附
則
第
五
十
三
条
の
二
第
三
項
（
平

成
三
十
一
年
改
正
法
附
則
第
十
一
条
第
五
項
及

び
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
み
な
し
て
適
用
さ
れ

る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
一

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け

た
法
附
則
第
五
十
三
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す

る
他
の
自
動
車

（４）
　
既
に
法
附
則
第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
の

適
用
を
受
け
た
同
項
に
規
定
す
る
代
替
軽
自

動
車

（５）
　
既
に
法
附
則
第
五
十
七
条
第
二
項
（
平
成
三

十
一
年
改
正
法
附
則
第
十
八
条
第
五
項
か
ら
第

七
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
み
な
し
て
適
用
さ
れ

る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
一

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け

た
法
附
則
第
五
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
代

替
軽
自
動
車

（６）
　
既
に
法
附
則
第
五
十
七
条
第
三
項
（
平
成
三

十
一
年
改
正
法
附
則
第
十
八
条
第
五
項
及
び
第

六
項
の
規
定
に
よ
り
み
な
し
て
適
用
さ
れ
る
場

合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
一
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
法

附
則
第
五
十
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
他
の
三

輪
以
上
の
軽
自
動
車

（７）
　
既
に
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の

法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
十
三
号
）
第
二

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
（
以
下

こ
の
条
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
元
年
十

月
旧
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
五
十
二
条
第
一

項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
同
項
に
規
定
す
る

代
替
自
動
車

（８）
　
既
に
元
年
十
月
旧
法
附
則
第
五
十
二
条
第
二

項
（
地
方
税
法
及
び
国
有
資
産
等
所
在
市
町
村

交
付
金
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二

十
四
年
法
律
第
十
七
号
。
以
下
こ
の
条
及
び
次

条
に
お
い
て
「
平
成
二
十
四
年
改
正
法
」
と
い

う
。
）
附
則
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
以
下

こ
の
条
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
元
年
十
月
旧
法
附
則

第
五
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
代
替
自
動
車

（９）
　
既
に
元
年
十
月
旧
法
附
則
第
五
十
二
条
第
三

項
（
平
成
二
十
四
年
改
正
法
附
則
第
十
五
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る

場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
一
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た

元
年
十
月
旧
法
附
則
第
五
十
二
条
第
三
項
に
規

定
す
る
他
の
自
動
車

（１０）
　
既
に
平
成
二
十
四
年
改
正
法
第
一
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
（
以
下
こ
の
条
及

び
次
条
に
お
い
て
「
平
成
二
十
四
年
改
正
前
の

地
方
税
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
五
十
二
条
第

二
項
（
東
日
本
大
震
災
に
お
け
る
原
子
力
発
電

所
の
事
故
に
よ
る
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
地

方
税
法
及
び
東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め

の
特
別
の
財
政
援
助
及
び
助
成
に
関
す
る
法
律

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法

律
第
九
十
六
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
地

方
税
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
条

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合

又
は
平
成
二
十
四
年
改
正
法
附
則
第
五
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と

と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及
び
次

条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
の
適
用

を
受
け
た
平
成
二
十
四
年
改
正
前
の
地
方
税
法

附
則
第
五
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
代
替
自

動
車

（１１）
　
平
成
二
十
四
年
改
正
前
の
地
方
税
法
附
則
第

五
十
二
条
第
三
項
（
地
方
税
法
等
改
正
法
附
則

第
二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ

る
場
合
又
は
平
成
二
十
四
年
改
正
法
附
則
第
五

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条

及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定

の
適
用
を
受
け
た
平
成
二
十
四
年
改
正
前
の
地

方
税
法
附
則
第
五
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る

他
の
自
動
車

ニ
　
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
申

請
自
動
車
が
被
災
自
動
車
等
に
代
わ
る
も
の
と
認

め
る
に
際
し
、
法
附
則
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項

に
規
定
す
る
道
府
県
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
項

二
　
道
路
運
送
車
両
法
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す

る
登
録
事
項
等
証
明
書
又
は
同
法
第
七
十
二
条
の
三

に
規
定
す
る
軽
自
動
車
検
査
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ

て
い
る
事
項
を
証
明
し
た
書
面
で
あ
つ
て
滅
失
し
、

又
は
損
壊
し
た
自
動
車
等
が
被
災
自
動
車
等
で
あ
る

こ
と
を
証
す
る
も
の

三
　
前
号
に
規
定
す
る
書
類
を
や
む
を
得
な
い
理
由
に

よ
り
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
滅
失

し
、
又
は
損
壊
し
た
自
動
車
等
が
被
災
自
動
車
等
で

あ
る
こ
と
に
つ
い
て
当
該
自
動
車
等
が
滅
失
し
、
若

し
く
は
損
壊
し
た
場
所
の
所
在
地
又
は
当
該
自
動
車

等
の
主
た
る
定
置
場
所
在
地
の
道
府
県
知
事
又
は
市

町
村
長
が
証
す
る
書
類

四
　
政
令
附
則
第
三
十
二
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三

号
に
掲
げ
る
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
相
続
人

等
」
と
い
う
。
）
が
、
法
附
則
第
五
十
三
条
の
二
第

一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に

は
、
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
戸
籍
の
謄
本

又
は
法
人
に
係
る
登
記
事
項
証
明
書
そ
の
他
の
そ
の

適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
相
続
人
等
に
該
当
す

る
旨
を
証
す
る
書
類

２
　
政
令
附
則
第
三
十
二
条
第
三
項
又
は
第
四
項
に
規
定

す
る
者
が
法
附
則
第
五
十
三
条
の
二
第
二
項
又
は
第
三

項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る

政
令
附
則
第
三
十
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令

で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

イ
　
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
等
（
法
附
則

第
五
十
三
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
対
象
区
域

内
用
途
廃
止
等
自
動
車
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条

及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
同
項
各
号
又
は

法
附
則
第
五
十
三
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
自

動
車
等
持
出
困
難
区
域
を
指
定
す
る
旨
の
公
示
が

あ
つ
た
日
に
お
け
る
所
有
者
（
法
第
百
四
十
七
条

第
一
項
又
は
第
四
百
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す

る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
買

主
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
氏
名
又

は
名
称
及
び
住
所
又
は
本
店
若
し
く
は
主
た
る
事

務
所
の
所
在
地
、
当
該
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等

自
動
車
等
の
自
動
車
登
録
番
号
又
は
車
両
番
号
、

車
台
番
号
及
び
主
た
る
定
置
場
並
び
に
当
該
対
象

区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
等
が
営
業
用
又
は
自

家
用
の
い
ず
れ
で
あ
る
か
の
別

ロ
　
法
附
則
第
五
十
三
条
の
二
第
二
項
又
は
第
三
項

の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
自
動
車
（
以

下
こ
の
号
に
お
い
て
「
申
請
自
動
車
」
と
い
う
。
）

の
所
有
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
又
は
本
店
若

し
く
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
個
人
番
号

又
は
法
人
番
号
（
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
を
有

し
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
氏
名
又
は
名
称
及
び
住

所
又
は
本
店
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在

地
）
、
当
該
申
請
自
動
車
の
自
動
車
登
録
番
号
、

車
台
番
号
、
種
別
及
び
主
た
る
定
置
場
並
び
に
当

該
申
請
自
動
車
が
営
業
用
又
は
自
家
用
の
い
ず
れ

で
あ
る
か
の
別

ハ
　
当
該
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
等
の
所

有
者
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る
自
動
車
等
が
あ
る
場

合
に
は
、
そ
の
台
数
、
自
動
車
登
録
番
号
又
は
車

両
番
号
及
び
車
台
番
号

（１）
　
既
に
法
附
則
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規

定
の
適
用
を
受
け
た
同
項
に
規
定
す
る
代
替
自

動
車

（２）
　
既
に
法
附
則
第
五
十
三
条
の
二
第
二
項
の
規

定
の
適
用
を
受
け
た
同
項
に
規
定
す
る
代
替
自

動
車

（３）
　
既
に
法
附
則
第
五
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規

定
の
適
用
を
受
け
た
同
項
に
規
定
す
る
他
の
自

動
車
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（４）
　
既
に
法
附
則
第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
の

適
用
を
受
け
た
同
項
に
規
定
す
る
代
替
軽
自

動
車

（５）
　
既
に
法
附
則
第
五
十
七
条
第
二
項
の
規
定
の

適
用
を
受
け
た
同
項
に
規
定
す
る
代
替
軽
自

動
車

（６）
　
既
に
法
附
則
第
五
十
七
条
第
三
項
の
規
定
の

適
用
を
受
け
た
同
項
に
規
定
す
る
他
の
三
輪
以

上
の
軽
自
動
車

（７）
　
既
に
元
年
十
月
旧
法
附
則
第
五
十
二
条
第
一

項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
同
項
に
規
定
す
る

代
替
自
動
車

（８）
　
既
に
元
年
十
月
旧
法
附
則
第
五
十
二
条
第
二

項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
同
項
に
規
定
す
る

代
替
自
動
車

（９）
　
既
に
元
年
十
月
旧
法
附
則
第
五
十
二
条
第
三

項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
同
項
に
規
定
す
る

他
の
自
動
車

（１０）
　
既
に
平
成
二
十
四
年
改
正
前
の
地
方
税
法
附

則
第
五
十
二
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け

た
同
項
に
規
定
す
る
代
替
自
動
車

（１１）
　
平
成
二
十
四
年
改
正
前
の
地
方
税
法
附
則
第

五
十
二
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
同

項
に
規
定
す
る
他
の
自
動
車

ニ
　
当
該
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
等
の
法

附
則
第
五
十
三
条
の
二
第
二
項
各
号
又
は
第
三
項

に
規
定
す
る
自
動
車
等
持
出
困
難
区
域
を
指
定
す

る
旨
の
公
示
が
あ
つ
た
日
に
お
け
る
所
在
地

ホ
　
当
該
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
等
が
法

附
則
第
五
十
三
条
の
二
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る

自
動
車
等
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
同
号
に
規
定

す
る
自
動
車
等
持
出
困
難
区
域
の
指
定
を
解
除
す

る
旨
の
公
示
が
あ
つ
た
日

ヘ
　
当
該
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
等
が
法

附
則
第
五
十
三
条
の
二
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る

自
動
車
等
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
同
号
に
規
定

す
る
移
動
さ
せ
た
日

ト
　
当
該
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
等
の
用

途
を
廃
止
し
、
法
附
則
第
五
十
三
条
の
二
第
二
項

第
二
号
イ
若
し
く
は
第
三
号
イ
に
規
定
す
る
引
取

業
者
に
引
き
渡
し
、
又
は
解
体
し
た
日

チ
　
イ
か
ら
ト
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
申

請
自
動
車
が
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
等

に
代
わ
る
も
の
と
認
め
る
に
際
し
、
法
附
則
第
五

十
三
条
の
二
第
二
項
又
は
第
三
項
に
規
定
す
る
道

府
県
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
項

二
　
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
書
類

イ
　
政
令
附
則
第
三
十
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す

る
主
た
る
定
置
場
所
在
の
道
府
県
の
知
事
が
法
附

則
第
五
十
四
条
第
七
項
に
規
定
す
る
対
象
区
域
内

自
動
車
等
が
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
等

に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

ロ
　
政
令
附
則
第
三
十
五
条
第
十
項
に
規
定
す
る
主

た
る
定
置
場
所
在
の
市
町
村
の
長
が
法
附
則
第
五

十
八
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
対
象
区
域
内
自
動

車
等
が
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
等
に
該

当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

ハ
　
次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
次
に
定
め

る
書
類

（１）
　
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
等
が
法
附

則
第
五
十
三
条
の
二
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る

自
動
車
等
（
用
途
を
廃
止
し
た
も
の
を
除
く
。
）

に
該
当
す
る
場
合
　
道
路
運
送
車
両
法
第
二
十

二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
事
項
等
証
明
書

（
（
２
）
か
ら
（
４
）
ま
で
に
お
い
て
「
登
録
事

項
等
証
明
書
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
解
体
し

た
自
動
車
等
が
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動

車
等
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
こ
と
を
証
す

る
も
の
又
は
同
法
第
七
十
二
条
の
三
に
規
定
す

る
軽
自
動
車
検
査
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
て
い

る
事
項
を
証
明
し
た
書
面
（
（
２
）
か
ら
（
４
）

ま
で
に
お
い
て
「
検
査
記
録
事
項
等
証
明
書
」

と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
解
体
し
た
自
動
車
等
が

対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
等
に
該
当
す

る
こ
と
と
な
つ
た
こ
と
を
証
す
る
も
の
及
び
当

該
自
動
車
等
を
同
号
イ
に
規
定
す
る
引
取
業
者

に
引
き
渡
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
又
は
当
該

自
動
車
等
を
解
体
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

（２）
　
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
等
が
法
附

則
第
五
十
三
条
の
二
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る

自
動
車
等
（
用
途
を
廃
止
し
た
も
の
に
限
る
。
）

に
該
当
す
る
場
合
　
登
録
事
項
等
証
明
書
で
あ

つ
て
用
途
を
廃
止
し
た
自
動
車
等
が
対
象
区
域

内
用
途
廃
止
等
自
動
車
等
に
該
当
す
る
こ
と
と

な
つ
た
こ
と
を
証
す
る
も
の
又
は
検
査
記
録
事

項
等
証
明
書
で
あ
つ
て
用
途
を
廃
止
し
た
自
動

車
等
が
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
等
に

該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
こ
と
を
証
す
る
も
の

の
う
ち
用
途
を
廃
止
し
た
日
の
記
載
が
さ
れ
て

い
る
も
の
及
び
同
号
に
規
定
す
る
移
動
さ
せ
た

日
を
証
す
る
書
類
（
当
該
移
動
さ
せ
た
日
を
証

す
る
書
類
を
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
提
出

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
当
該
移
動

さ
せ
た
日
を
確
認
す
る
た
め
同
項
又
は
同
条
第

三
項
に
規
定
す
る
道
府
県
知
事
が
適
当
と
認
め

る
書
類
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

（３）
　
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
等
が
法
附

則
第
五
十
三
条
の
二
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る

自
動
車
等
（
用
途
を
廃
止
し
た
も
の
を
除
く
。
）

に
該
当
す
る
場
合
　
登
録
事
項
等
証
明
書
で
あ

つ
て
解
体
し
た
自
動
車
等
が
対
象
区
域
内
用
途

廃
止
等
自
動
車
等
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た

こ
と
を
証
す
る
も
の
又
は
検
査
記
録
事
項
等
証

明
書
で
あ
つ
て
解
体
し
た
自
動
車
等
が
対
象
区

域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
等
に
該
当
す
る
こ
と

と
な
つ
た
こ
と
を
証
す
る
も
の
、
同
号
に
規
定

す
る
移
動
さ
せ
た
日
を
証
す
る
書
類
及
び
当
該

自
動
車
等
を
同
号
イ
に
規
定
す
る
引
取
業
者
に

引
き
渡
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
又
は
当
該
自

動
車
等
を
解
体
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

（４）
　
（
１
）
か
ら
（
３
）
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
以

外
の
場
合
　
登
録
事
項
等
証
明
書
で
あ
つ
て
用

途
を
廃
止
し
た
自
動
車
等
が
対
象
区
域
内
用
途

廃
止
等
自
動
車
等
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た

こ
と
を
証
す
る
も
の
又
は
検
査
記
録
事
項
等
証

明
書
で
あ
つ
て
用
途
を
廃
止
し
た
自
動
車
等
が

対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
等
に
該
当
す

る
こ
と
と
な
つ
た
こ
と
を
証
す
る
も
の
の
う
ち

用
途
を
廃
止
し
た
日
の
記
載
が
さ
れ
て
い
る

も
の

三
　
政
令
附
則
第
三
十
二
条
第
三
項
第
二
号
及
び
第
三

号
又
は
第
四
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
者

（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
相
続
人
等
」
と
い
う
。
）

が
、
法
附
則
第
五
十
三
条
の
二
第
二
項
又
は
第
三
項

の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
前

二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
戸
籍
の
謄
本
又
は
法

人
に
係
る
登
記
事
項
証
明
書
そ
の
他
の
そ
の
適
用
を

受
け
よ
う
と
す
る
者
が
相
続
人
等
に
該
当
す
る
旨
を

証
す
る
書
類

（
政
令
附
則
第
三
十
二
条
の
二
に
規
定
す
る
総
務
省
令

で
定
め
る
書
類
）

第
二
十
三
条
の
二
　
政
令
附
則
第
三
十
二
条
の
二
第
一
項

に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ

る
書
類
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

イ
　
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
等
の
法
附
則

第
五
十
三
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
自
動
車
等

持
出
困
難
区
域
を
指
定
す
る
旨
の
公
示
が
あ
つ
た

日
に
お
け
る
所
有
者
（
法
第
百
四
十
七
条
第
一
項

又
は
第
四
百
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合

に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
買
主
。
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
氏
名
又
は
名
称
及

び
住
所
又
は
本
店
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
の
所

在
地
、
当
該
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
等

の
自
動
車
登
録
番
号
又
は
車
両
番
号
、
車
台
番
号

及
び
主
た
る
定
置
場
並
び
に
当
該
対
象
区
域
内
用

途
廃
止
等
自
動
車
等
が
営
業
用
又
は
自
家
用
の
い

ず
れ
で
あ
る
か
の
別

ロ
　
法
附
則
第
五
十
四
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を

受
け
よ
う
と
す
る
自
動
車
（
以
下
こ
の
号
に
お
い

て
「
申
請
自
動
車
」
と
い
う
。
）
の
所
有
者
の
氏

名
又
は
名
称
、
住
所
又
は
本
店
若
し
く
は
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地
、
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号

（
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
を
有
し
な
い
者
に
あ

つ
て
は
、
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
本
店
若

し
く
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）
、
当
該
申
請

自
動
車
の
自
動
車
登
録
番
号
、
車
台
番
号
及
び
主

た
る
定
置
場
並
び
に
当
該
申
請
自
動
車
が
営
業
用

又
は
自
家
用
の
い
ず
れ
で
あ
る
か
の
別

ハ
　
当
該
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
等
の
所

有
者
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る
自
動
車
等
が
あ
る
場

合
に
は
、
そ
の
台
数
、
自
動
車
登
録
番
号
又
は
車

両
番
号
及
び
車
台
番
号

（１）
　
既
に
法
附
則
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規

定
の
適
用
を
受
け
た
同
項
に
規
定
す
る
代
替
自

動
車

（２）
　
既
に
法
附
則
第
五
十
三
条
の
二
第
二
項
の
規

定
の
適
用
を
受
け
た
同
項
に
規
定
す
る
代
替
自

動
車

（３）
　
既
に
法
附
則
第
五
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規

定
の
適
用
を
受
け
た
同
項
に
規
定
す
る
他
の
自

動
車

（４）
　
既
に
法
附
則
第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
の

適
用
を
受
け
た
同
項
に
規
定
す
る
代
替
軽
自

動
車

（５）
　
既
に
法
附
則
第
五
十
七
条
第
二
項
の
規
定
の

適
用
を
受
け
た
同
項
に
規
定
す
る
代
替
軽
自

動
車

（６）
　
既
に
法
附
則
第
五
十
七
条
第
三
項
の
規
定
の

適
用
を
受
け
た
同
項
に
規
定
す
る
他
の
三
輪
以

上
の
軽
自
動
車
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（７）
　
既
に
元
年
十
月
旧
法
附
則
第
五
十
二
条
第
一

項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
同
項
に
規
定
す
る

代
替
自
動
車

（８）
　
既
に
元
年
十
月
旧
法
附
則
第
五
十
二
条
第
二

項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
同
項
に
規
定
す
る

代
替
自
動
車

（９）
　
既
に
元
年
十
月
旧
法
附
則
第
五
十
二
条
第
三

項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
同
項
に
規
定
す
る

他
の
自
動
車

（１０）
　
既
に
平
成
二
十
四
年
改
正
前
の
地
方
税
法
附

則
第
五
十
二
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け

た
同
項
に
規
定
す
る
代
替
自
動
車

（１１）
　
平
成
二
十
四
年
改
正
前
の
地
方
税
法
附
則
第

五
十
二
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
同

項
に
規
定
す
る
他
の
自
動
車

ニ
　
当
該
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
等
の
法

附
則
第
五
十
三
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
自
動

車
等
持
出
困
難
区
域
を
指
定
す
る
旨
の
公
示
が
あ

つ
た
日
に
お
け
る
所
在
地

ホ
　
当
該
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
等
が
法

附
則
第
五
十
三
条
の
二
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る

自
動
車
等
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
同
号
に
規
定

す
る
自
動
車
等
持
出
困
難
区
域
の
指
定
を
解
除
す

る
旨
の
公
示
が
あ
つ
た
日

ヘ
　
当
該
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
等
が
法

附
則
第
五
十
三
条
の
二
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る

自
動
車
等
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
同
号
に
規
定

す
る
移
動
さ
せ
た
日

ト
　
当
該
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
等
の
用

途
を
廃
止
し
、
法
附
則
第
五
十
三
条
の
二
第
二
項

第
二
号
イ
若
し
く
は
第
三
号
イ
に
規
定
す
る
引
取

業
者
に
引
き
渡
し
、
又
は
解
体
し
た
日

チ
　
イ
か
ら
ト
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
申

請
自
動
車
が
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
等

に
代
わ
る
も
の
と
認
め
る
に
際
し
、
法
附
則
第
五

十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
道
府
県
の
知
事
が
必

要
と
認
め
る
事
項

二
　
法
附
則
第
五
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
の
適
用

を
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

三
　
政
令
附
則
第
三
十
二
条
第
四
項
第
二
号
及
び
第
三

号
に
掲
げ
る
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
相
続
人

等
」
と
い
う
。
）
が
、
法
附
則
第
五
十
四
条
第
三
項

の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
前

二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
戸
籍
の
謄
本
又
は
法

人
に
係
る
登
記
事
項
証
明
書
そ
の
他
の
そ
の
適
用
を

受
け
よ
う
と
す
る
者
が
相
続
人
等
に
該
当
す
る
旨
を

証
す
る
書
類

２
　
政
令
附
則
第
三
十
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
総

務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す

る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

イ
　
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
等
の
所
有
者

（
法
第
百
四
十
七
条
第
一
項
又
は
第
四
百
四
十
四

条
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規

定
に
規
定
す
る
買
主
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

氏
名
又
は
名
称
、
住
所
又
は
本
店
若
し
く
は
主
た

る
事
務
所
の
所
在
地
、
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号

（
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
を
有
し
な
い
者
に
あ

つ
て
は
、
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
本
店
若

し
く
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）
、
当
該
対
象

区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
等
の
自
動
車
登
録
番

号
又
は
車
両
番
号
、
車
台
番
号
及
び
主
た
る
定
置

場
並
び
に
当
該
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車

等
が
営
業
用
又
は
自
家
用
の
い
ず
れ
で
あ
る
か

の
別

ロ
　
当
該
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
等
の
法

附
則
第
五
十
四
条
第
七
項
に
規
定
す
る
自
動
車
等

持
出
困
難
区
域
を
指
定
す
る
旨
の
公
示
が
あ
つ
た

日
に
お
け
る
所
有
者
の
氏
名
又
は
名
称

ハ
　
当
該
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
等
の
法

附
則
第
五
十
四
条
第
七
項
に
規
定
す
る
自
動
車
等

持
出
困
難
区
域
を
指
定
す
る
旨
の
公
示
が
あ
つ
た

日
に
お
け
る
所
在
地

ニ
　
当
該
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
等
が
法

附
則
第
五
十
三
条
の
二
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る

自
動
車
等
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
同
号
に
規
定

す
る
自
動
車
等
持
出
困
難
区
域
の
指
定
を
解
除
す

る
旨
の
公
示
が
あ
つ
た
日

ホ
　
当
該
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
等
が
法

附
則
第
五
十
三
条
の
二
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る

自
動
車
等
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
同
号
に
規
定

す
る
移
動
さ
せ
た
日

ヘ
　
当
該
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
等
の
用

途
を
廃
止
し
、
法
附
則
第
五
十
三
条
の
二
第
二
項

第
二
号
イ
若
し
く
は
第
三
号
イ
に
規
定
す
る
引
取

業
者
に
引
き
渡
し
、
又
は
解
体
し
た
日

ト
　
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
法

附
則
第
五
十
四
条
第
七
項
に
規
定
す
る
対
象
区
域

内
自
動
車
等
が
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車

等
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
と
認
め
る
に
際

し
、
当
該
対
象
区
域
内
自
動
車
等
の
主
た
る
定
置

場
所
在
の
道
府
県
の
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
項

二
　
道
路
運
送
車
両
法
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す

る
登
録
事
項
等
証
明
書
で
あ
つ
て
当
該
対
象
区
域
内

自
動
車
等
が
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
等
に

該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
こ
と
を
証
す
る
も
の

三
　
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
等
が
法
附
則
第

五
十
三
条
の
二
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
自
動
車
等

に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
自
動
車
等
を
同
号
イ

に
規
定
す
る
引
取
業
者
に
引
き
渡
し
た
こ
と
を
証
す

る
書
類
又
は
当
該
自
動
車
等
を
解
体
し
た
こ
と
を
証

す
る
書
類

四
　
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
等
が
法
附
則
第

五
十
三
条
の
二
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
自
動
車
等

に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
同
号
に
規
定
す
る
移
動
さ

せ
た
日
を
証
す
る
書
類
（
当
該
移
動
さ
せ
た
日
を
証

す
る
書
類
を
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
提
出
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
当
該
移
動
さ
せ
た
日

を
確
認
す
る
た
め
当
該
自
動
車
等
の
主
た
る
定
置
場

所
在
の
道
府
県
の
知
事
が
適
当
と
認
め
る
書
類
）
及

び
当
該
自
動
車
等
を
同
号
イ
に
規
定
す
る
引
取
業
者

に
引
き
渡
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
又
は
当
該
自
動

車
等
を
解
体
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

（
政
令
附
則
第
三
十
三
条
第
四
項
第
一
号
に
規
定
す
る

総
務
省
令
で
定
め
る
面
積
等
）

第
二
十
四
条
　
政
令
附
則
第
三
十
三
条
第
四
項
第
一
号
イ

に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
面
積
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

面
積
と
す
る
。

一
　
政
令
附
則
第
三
十
三
条
第
三
項
第
三
号
か
ら
第
五

号
ま
で
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
四
項
第
一
号
イ
に
規

定
す
る
相
続
人
等
（
次
号
及
び
次
項
に
お
い
て
「
相

続
人
等
」
と
い
う
。
）
が
同
号
イ
に
規
定
す
る
従
前

所
有
者
等
（
次
号
及
び
次
項
に
お
い
て
「
従
前
所
有

者
等
」
と
い
う
。
）
か
ら
法
附
則
第
五
十
六
条
第
一

項
に
規
定
す
る
被
災
住
宅
用
地
（
以
下
こ
の
項
、
次

項
及
び
第
十
一
項
に
お
い
て
「
被
災
住
宅
用
地
」
と

い
う
。
）
の
一
部
又
は
被
災
住
宅
用
地
の
全
部
若
し

く
は
一
部
に
係
る
共
有
持
分
（
次
号
に
お
い
て
「
被

災
住
宅
用
地
の
一
部
等
」
と
い
う
。
）
を
取
得
し
た

場
合
　
そ
の
取
得
し
た
当
該
被
災
住
宅
用
地
の
一
部

の
面
積
又
は
そ
の
取
得
し
た
当
該
被
災
住
宅
用
地
の

全
部
若
し
く
は
一
部
に
係
る
共
有
持
分
の
割
合
に
応

ず
る
被
災
住
宅
用
地
の
面
積

二
　
政
令
附
則
第
三
十
三
条
第
三
項
第
三
号
又
は
第
五

号
の
規
定
に
よ
り
相
続
人
等
が
同
項
第
三
号
又
は
第

五
号
に
掲
げ
る
者
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
第
二
号

に
お
い
て
「
前
相
続
人
等
」
と
い
う
。
）
か
ら
被
災

住
宅
用
地
の
一
部
等
を
取
得
し
た
場
合
　
同
項
第
三

号
又
は
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
前
相
続
人
等
が
従
前

所
有
者
等
（
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
前
相
続
人
等
が

前
相
続
人
等
か
ら
当
該
被
災
住
宅
用
地
の
一
部
等
を

取
得
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
被
災
住
宅
用
地
の
一

部
等
を
取
得
し
た
前
相
続
人
等
に
係
る
前
相
続
人
等

を
含
む
。
）
か
ら
取
得
し
た
当
該
被
災
住
宅
用
地
の

一
部
等
の
う
ち
、
同
項
第
三
号
又
は
第
五
号
の
規
定

に
よ
り
当
該
相
続
人
等
が
当
該
前
相
続
人
等
か
ら
取

得
し
た
当
該
被
災
住
宅
用
地
の
一
部
の
面
積
又
は
こ

れ
ら
の
規
定
に
よ
り
当
該
相
続
人
等
が
当
該
前
相
続

人
等
か
ら
取
得
し
た
当
該
被
災
住
宅
用
地
の
全
部
若

し
く
は
一
部
に
係
る
共
有
持
分
の
割
合
に
応
ず
る
被

災
住
宅
用
地
の
面
積

２
　
政
令
附
則
第
三
十
三
条
第
四
項
第
一
号
ロ
及
び
ハ
に

規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
面
積
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
面

積
と
す
る
。

一
　
政
令
附
則
第
三
十
三
条
第
三
項
第
三
号
か
ら
第
五

号
ま
で
の
規
定
に
よ
り
相
続
人
等
が
従
前
所
有
者
等

か
ら
被
災
住
宅
用
地
の
全
部
若
し
く
は
一
部
又
は
被

災
住
宅
用
地
の
全
部
若
し
く
は
一
部
に
係
る
共
有
持

分
（
次
号
に
お
い
て
「
被
災
住
宅
用
地
の
全
部
等
」

と
い
う
。
）
を
取
得
し
た
場
合
　
そ
の
取
得
し
た
当

該
被
災
住
宅
用
地
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
面
積
又

は
そ
の
取
得
し
た
当
該
被
災
住
宅
用
地
の
全
部
若
し

く
は
一
部
に
係
る
共
有
持
分
の
割
合
に
応
ず
る
被
災

住
宅
用
地
の
面
積

二
　
政
令
附
則
第
三
十
三
条
第
三
項
第
三
号
又
は
第
五

号
の
規
定
に
よ
り
相
続
人
等
が
前
相
続
人
等
か
ら
被

災
住
宅
用
地
の
全
部
等
を
取
得
し
た
場
合
　
同
項
第

三
号
又
は
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
前
相
続
人
等
が
従

前
所
有
者
等
（
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
前
相
続
人
等

が
前
相
続
人
等
か
ら
当
該
被
災
住
宅
用
地
の
全
部
等

を
取
得
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
被
災
住
宅
用
地
の

全
部
等
を
取
得
し
た
前
相
続
人
等
に
係
る
前
相
続
人

等
を
含
む
。
）
か
ら
取
得
し
た
当
該
被
災
住
宅
用
地

の
全
部
等
の
う
ち
、
同
項
第
三
号
又
は
第
五
号
の
規

定
に
よ
り
相
続
人
等
が
当
該
前
相
続
人
等
か
ら
取
得

し
た
当
該
被
災
住
宅
用
地
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の

面
積
又
は
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
当
該
相
続
人
等
が

当
該
前
相
続
人
等
か
ら
取
得
し
た
当
該
被
災
住
宅
用

地
の
全
部
若
し
く
は
一
部
に
係
る
共
有
持
分
の
割
合

に
応
ず
る
被
災
住
宅
用
地
の
面
積

３
　
政
令
附
則
第
三
十
三
条
第
七
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す

る
特
例
適
用
住
居
数
は
、
同
号
ロ
の
そ
の
全
部
が
別
荘

の
用
に
供
さ
れ
て
い
た
住
居
以
外
の
住
居
が
、
家
屋
の

う
ち
人
の
居
住
の
用
に
供
す
る
た
め
独
立
的
に
区
画
さ
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れ
た
部
分
又
は
そ
の
一
部
で
あ
つ
た
場
合
に
は
、
当
該

部
分
の
数
に
よ
る
。

４
　
法
附
則
第
五
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令

で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
　
法
附
則
第
五
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
被
災
共

用
土
地
（
以
下
第
九
項
ま
で
に
お
い
て
「
被
災
共
用

土
地
」
と
い
う
。
）
が
同
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
住
宅
用
地
と
み
な
さ
れ
た

土
地
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
住
宅
用
地
と
み
な

さ
れ
た
土
地
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
部
分
及
び
住
宅

用
地
と
み
な
さ
れ
た
土
地
以
外
の
土
地
（
第
九
項
に

お
い
て
「
非
住
宅
用
地
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
部
分

を
併
せ
有
す
る
土
地
で
あ
る
場
合

二
　
被
災
共
用
土
地
が
法
附
則
第
五
十
六
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
三
百
四

十
九
条
の
三
の
二
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る

土
地
（
以
下
こ
の
号
、
次
項
及
び
第
八
項
に
お
い
て

「
小
規
模
住
宅
用
地
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
部
分
及
び

小
規
模
住
宅
用
地
以
外
の
住
宅
用
地
と
み
な
さ
れ
た

土
地
（
次
項
、
第
八
項
及
び
第
九
項
に
お
い
て
「
一

般
住
宅
用
地
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
部
分
を
併
せ
有

す
る
土
地
で
あ
る
場
合

５
　
被
災
共
用
土
地
の
面
積
が
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係

る
被
災
区
分
所
有
家
屋
（
法
附
則
第
五
十
六
条
第
三
項

に
規
定
す
る
被
災
区
分
所
有
家
屋
を
い
う
。
次
項
、
第

八
項
及
び
第
九
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
床
面
積
の
十

倍
の
面
積
以
下
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
同
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
る
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る
持
分
の
割
合

の
補
正
は
、
当
該
持
分
の
割
合
に
、
当
該
被
災
共
用
土

地
に
係
る
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
被
災
共
用
土
地
納

税
義
務
者
（
同
項
に
規
定
す
る
被
災
共
用
土
地
納
税
義

務
者
を
い
う
。
第
七
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
区

分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
算
式
に
よ
り
計
算

し
た
数
値
を
乗
じ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
の

区
分

算
式

一
　
次
に
掲
げ
る
各
被
災
共
用

土
地
納
税
義
務
者

イ
　
平
成
二
十
三
年
度
に
係
る

賦
課
期
日
に
お
い
て
そ
の
全
部

が
人
の
居
住
の
用
に
供
さ
れ
て

い
た
専
有
部
分
（
そ
の
全
部
又

は
一
部
が
別
荘
（
政
令
第
三
十

六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
別
荘

を
い
う
。
第
三
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
用
に
供
さ
れ
て
い
た
も

（
１
／
Ａ
）×

（
（
Ｂ×

Ｃ
）
／
Ｄ
）

（
算
式
の
符
号
）

Ａ
　
当
該
被
災
共
用
土

地
に
係
る
固
定
資
産
税

の
課
税
標
準
と
な
る
べ

き
額

Ｂ
　
当
該
被
災
共
用
土

地
に
係
る
小
規
模
住
宅

用
地
で
あ
る
部
分
に
係

の
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
及
び

次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
平
成

二
十
三
年
三
月
十
日
に
お
い
て

所
有
し
て
い
た
者
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
特
例
対
象
者
」

と
い
う
。
）
で
平
成
二
十
四
年
度

か
ら
令
和
八
年
度
ま
で
の
各
年

度
に
係
る
賦
課
期
日
に
お
い
て

当
該
被
災
共
用
土
地
の
面
積
に

そ
の
者
の
当
該
被
災
共
用
土
地

に
係
る
共
有
持
分
（
平
成
二
十

三
年
三
月
十
一
日
以
後
に
そ
の

者
が
取
得
し
た
当
該
被
災
共
用

土
地
に
係
る
共
有
持
分
を
除
く
。

以
下
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
割

合
を
乗
じ
て
得
た
面
積
が
二
百

平
方
メ
ー
ト
ル
（
当
該
専
有
部

分
が
二
以
上
の
部
分
に
独
立
的

に
区
画
さ
れ
て
い
た
場
合
に
は
、

二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
に
当
該
専

有
部
分
に
存
し
た
住
居
の
数
を

乗
じ
て
得
た
面
積
と
す
る
。
以

下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
以
下
と
な
る
当
該
共
有

持
分
を
有
し
て
い
る
も
の

ロ
　
政
令
附
則
第
三
十
三
条
第

三
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で

の
規
定
に
よ
り
特
例
対
象
者
か

ら
そ
の
者
が
平
成
二
十
三
年
三

月
十
日
に
お
い
て
有
し
て
い
た

当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る
共

有
持
分
（
以
下
こ
の
項
及
び
次

項
に
お
い
て
「
特
定
共
有
持
分
」

と
い
う
。
）
を
取
得
し
た
同
条
第

四
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
相

続
人
等
（
同
条
第
三
項
第
三
号

又
は
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
相

続
人
等
か
ら
特
定
共
有
持
分
を

取
得
し
た
相
続
人
等
を
含
む
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
相
続

人
等
」
と
い
う
。
）
で
平
成
二
十

四
年
度
か
ら
令
和
八
年
度
ま
で

の
各
年
度
に
係
る
賦
課
期
日
に

お
い
て
当
該
被
災
共
用
土
地
の

面
積
に
そ
の
者
の
当
該
被
災
共

用
土
地
に
係
る
特
定
共
有
持
分

の
割
合
（
当
該
相
続
人
等
に
係

る
固
定
資
産
税
の
課
税

標
準
に
相
当
す
る
額

Ｃ
　
当
該
被
災
共
用
土

地
の
面
積

Ｄ
　
当
該
被
災
共
用
土

地
に
係
る
小
規
模
住
宅

用
地
で
あ
る
部
分
の
面

積

る
特
例
対
象
者
に
つ
き
相
続
人

等
が
複
数
あ
る
場
合
に
は
、
当

該
特
例
対
象
者
に
係
る
各
相
続

人
等
の
当
該
被
災
共
用
土
地
に

係
る
特
定
共
有
持
分
の
割
合
を

合
算
し
た
も
の
と
す
る
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
「
相
続
等
に

係
る
特
定
共
有
持
分
の
割
合
」

と
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
面
積

が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
と

な
る
当
該
特
定
共
有
持
分
を
有

し
て
い
る
も
の

二
　
次
に
掲
げ
る
各
被
災
共
用

土
地
納
税
義
務
者

イ
　
特
例
対
象
者
で
平
成
二
十

四
年
度
か
ら
令
和
八
年
度
ま
で

の
各
年
度
に
係
る
賦
課
期
日
に

お
い
て
当
該
被
災
共
用
土
地
の

面
積
に
そ
の
者
の
当
該
被
災
共

用
土
地
に
係
る
共
有
持
分
（
平

成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
以
後

に
そ
の
者
が
取
得
し
た
当
該
被

災
共
用
土
地
に
係
る
共
有
持
分

を
除
く
。
以
下
イ
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
面

積
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超

え
る
こ
と
と
な
る
当
該
共
有
持

分
を
有
し
て
い
る
も
の

ロ
　
相
続
人
等
で
平
成
二
十
四

年
度
か
ら
令
和
八
年
度
ま
で
の

各
年
度
に
係
る
賦
課
期
日
に
お

い
て
当
該
被
災
共
用
土
地
の
面

積
に
相
続
等
に
係
る
特
定
共
有

持
分
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
面

積
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超

え
る
こ
と
と
な
る
当
該
特
定
共

有
持
分
を
有
し
て
い
る
も
の

イ

　
（

１

／

Ａ

）×

｛
Ｂ×

（
（
Ｃ
＋
（
２
０

０
平
方
メ
ー
ト
ル×

Ｄ

－

Ｅ×

Ｆ
）×

（
（
Ｅ

×

Ｇ－

Ｃ
）
／
（
Ｅ×

Ｈ－

２
０
０
平
方
メ
ー

ト
ル×

Ｉ
）
）
）
／
Ｊ
）

＋
Ｋ×

（
（
Ｅ×

Ｇ－

Ｃ－

（
２
０
０
平
方
メ

ー
ト
ル×

Ｄ－

Ｅ×

Ｆ
）×

（
（
Ｅ×

Ｇ－

Ｃ
）
／
（
Ｅ×

Ｈ－

２

０
０
平
方
メ
ー
ト
ル×

Ｉ
）
）
）
／
Ｌ
）
｝×

（
１
／
Ｇ
）

ロ
　
（
１
／
Ａ
）×

（

（
Ｂ×

Ｅ
）
／
Ｊ
）

Ｊ＜

Ｅ×

（
Ｆ
＋
Ｈ
）

で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て

は
イ
の
算
式
を
用
い
、

Ｊ≧

Ｅ×

（
Ｆ
＋
Ｈ
）

で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て

は
ロ
の
算
式
を
用
い
る

。（
算
式
の
符
号
）

Ａ
　
当
該
被
災
共
用
土

地
に
係
る
固
定
資
産
税

の
課
税
標
準
と
な
る
べ

き
額

Ｂ
　
当
該
被
災
共
用
土

地
に
係
る
小
規
模
住
宅

用
地
で
あ
る
部
分
に
係

る
固
定
資
産
税
の
課
税

標
準
に
相
当
す
る
額

Ｃ
　
２
０
０
平
方
メ
ー

ト
ル
（
前
号
イ
に
掲
げ

る
被
災
共
用
土
地
納
税

義
務
者
又
は
同
号
ロ
に

掲
げ
る
相
続
人
等
に
係

る
特
例
対
象
者
（
Ｄ
に

お
い
て
「
専
有
部
分
の

従
前
所
有
者
」
と
い
う

。
）
が
所
有
し
て
い
た

専
有
部
分
が
２
以
上
の

部
分
に
独
立
的
に
区
画

さ
れ
て
い
た
場
合
に
は

、
２
０
０
平
方
メ
ー
ト

ル
に
当
該
専
有
部
分
に

存
し
た
住
居
の
数
（
Ｄ

及
び
Ｉ
に
お
い
て
「
専

有
部
分
の
住
居
数
」
と

い
う
。
）
を
乗
じ
て
得

た
面
積
と
す
る
。
）

Ｄ
　
各
専
有
部
分
の
従

前
所
有
者
が
所
有
し
て

い
た
専
有
部
分
の
数

（
２
以
上
の
部
分
に
独

立
的
に
区
画
さ
れ
て
い

た
専
有
部
分
を
所
有
し

て
い
た
専
有
部
分
の
従

前
所
有
者
に
あ
つ
て
は

、
そ
の
所
有
し
て
い
た

当
該
専
有
部
分
の
数
に

専
有
部
分
の
住
居
数
を

乗
じ
た
も
の
と
す
る
。
）

を
合
算
し
た
も
の

Ｅ
　
当
該
被
災
共
用
土

地
の
面
積

Ｆ
　
前
号
に
掲
げ
る
各

被
災
共
用
土
地
納
税
義

務
者
の
平
成
２
４
年
度

か
ら
令
和
８
年
度
ま
で

の
各
年
度
に
係
る
賦
課

期
日
に
お
け
る
当
該
被

災
共
用
土
地
に
係
る
同

号
の
共
有
持
分
又
は
特

定
共
有
持
分
の
割
合
を

合
算
し
た
も
の

Ｇ
　
こ
の
号
に
掲
げ
る

各
被
災
共
用
土
地
納
税

義
務
者
の
平
成
２
４
年

度
か
ら
令
和
８
年
度
ま

で
の
各
年
度
に
係
る
賦

130



課
期
日
に
お
け
る
当
該

被
災
共
用
土
地
に
係
る

同
号
の
共
有
持
分
又
は

特
定
共
有
持
分
の
割
合

Ｈ
　
こ
の
号
に
掲
げ
る

各
被
災
共
用
土
地
納
税

義
務
者
の
平
成
２
４
年

度
か
ら
令
和
８
年
度
ま

で
の
各
年
度
に
係
る
賦

課
期
日
に
お
け
る
当
該

被
災
共
用
土
地
に
係
る

同
号
の
共
有
持
分
又
は

特
定
共
有
持
分
の
割
合

を
合
算
し
た
も
の

Ｉ
　
こ
の
号
イ
に
掲
げ

る
被
災
共
用
土
地
納
税

義
務
者
又
は
同
号
ロ
に

掲
げ
る
相
続
人
等
に
係

る
特
例
対
象
者
（
以
下

Ｉ
に
お
い
て
「
専
有
部

分
の
従
前
所
有
者
」
と

い
う
。
）
が
そ
れ
ぞ
れ

所
有
し
て
い
た
専
有
部

分
の
数
（
２
以
上
の
部

分
に
独
立
的
に
区
画
さ

れ
て
い
た
専
有
部
分
を

所
有
し
て
い
た
専
有
部

分
の
従
前
所
有
者
に
あ

つ
て
は
、
そ
の
所
有
し

て
い
た
当
該
専
有
部
分

の
数
に
専
有
部
分
の
住

居
数
を
乗
じ
た
も
の
と

す
る
。
）
を
合
算
し
た

も
の

Ｊ
　
当
該
被
災
共
用
土

地
に
係
る
小
規
模
住
宅

用
地
で
あ
る
部
分
の
面

積Ｋ
　
当
該
被
災
共
用
土

地
に
係
る
一
般
住
宅
用

地
で
あ
る
部
分
に
係
る

固
定
資
産
税
の
課
税
標

準
に
相
当
す
る
額

Ｌ
　
当
該
被
災
共
用
土

地
に
係
る
一
般
住
宅
用

地
で
あ
る
部
分
の
面
積

三
　
次
に
掲
げ
る
被
災
共
用
土

地
納
税
義
務
者

ア
　
平
成
二
十
三
年
度
に
係
る

賦
課
期
日
に
お
い
て
人
の
居
住

の
用
に
供
す
る
部
分
（
別
荘
の

用
に
供
す
る
部
分
を
除
く
。
次

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
有
し
な

い
専
有
部
分
を
有
し
て
い
た
者

イ
　
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一

日
以
後
に
当
該
被
災
共
用
土
地

に
係
る
共
有
持
分
を
取
得
し
た

者
（
相
続
人
等
を
除
く
。
）

（
Ａ－

（
Ｂ
＋
Ｃ
）
）
／

（
Ａ×

Ｄ
）

（
算
式
の
符
号
）

Ａ
　
当
該
被
災
共
用
土

地
に
係
る
固
定
資
産
税

の
額

Ｂ
　
第
１
号
に
掲
げ
る

各
被
災
共
用
土
地
納
税

義
務
者
の
当
該
被
災
共

用
土
地
に
係
る
固
定
資

産
税
の
額
を
合
算
し
た

も
の

Ｃ
　
前
号
に
掲
げ
る
各

被
災
共
用
土
地
納
税
義

務
者
の
当
該
被
災
共
用

土
地
に
係
る
固
定
資
産

税
の
額
を
合
算
し
た
も

のＤ
　
こ
の
号
に
掲
げ
る

各
被
災
共
用
土
地
納
税

義
務
者
の
平
成
２
４
年

度
か
ら
令
和
８
年
度
ま

で
の
各
年
度
に
係
る
賦

課
期
日
に
お
け
る
当
該

被
災
共
用
土
地
に
係
る

共
有
持
分
の
割
合
を
合

算
し
た
も
の

６
　
被
災
共
用
土
地
に
係
る
被
災
区
分
所
有
家
屋
の
専
有

部
分
で
平
成
二
十
三
年
度
に
係
る
賦
課
期
日
に
お
い
て

人
の
居
住
の
用
に
供
す
る
部
分
及
び
人
の
居
住
の
用
に

供
す
る
部
分
以
外
の
部
分
を
併
せ
有
し
て
い
た
も
の

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
併
用
専
有
部
分
」
と
い
う

。
）
を
平
成
二
十
三
年
三
月
十
日
に
お
い
て
所
有
し
て

い
た
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
例
対
象
者
」
と

い
う
。
）
で
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
で
あ
る
も
の

又
は
政
令
附
則
第
三
十
三
条
第
三
項
第
三
号
か
ら
第
五

号
ま
で
の
規
定
に
よ
り
特
例
対
象
者
か
ら
そ
の
者
が
平

成
二
十
三
年
三
月
十
日
に
お
い
て
有
し
て
い
た
当
該
被

災
共
用
土
地
に
係
る
共
有
持
分
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
特
例
適
用
共
有
持
分
」
と
い
う
。
）
を
取
得
し
た

同
条
第
四
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
相
続
人
等
（
同
条

第
三
項
第
三
号
又
は
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
相
続
人
等

か
ら
特
例
適
用
共
有
持
分
を
取
得
し
た
相
続
人
等
を
含

む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
相
続
人
等
」
と
い
う
。
）

が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者

で
あ
る
も
の
又
は
当
該
相
続
人
等
（
以
下
こ
の
項
及
び

次
項
に
お
い
て
「
併
用
専
有
部
分
に
係
る
被
災
共
用
土

地
納
税
義
務
者
」
と
い
う
。
）
の
平
成
二
十
四
年
度
か

ら
令
和
八
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
係
る
賦
課
期
日
に
お

け
る
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る
特
例
適
用
共
有
持
分

の
割
合
（
当
該
相
続
人
等
に
係
る
特
例
対
象
者
に
つ
き

相
続
人
等
が
複
数
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
特
例
対
象
者

に
係
る
各
相
続
人
等
の
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る
特

例
適
用
共
有
持
分
の
割
合
を
合
算
し
た
も
の
と
す
る
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
割
合
」
と
い
う
。
）
に

当
該
人
の
居
住
の
用
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
当
該

専
有
部
分
の
床
面
積
に
対
す
る
割
合
（
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
居
住
割
合
」
と
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
数

値
を
当
該
被
災
共
用
土
地
の
面
積
に
乗
じ
て
得
た
面
積

が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
と
き
は
当
該
併
用

専
有
部
分
に
係
る
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
を
も
つ

て
前
項
の
表
の
第
一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
各
被
災

共
用
土
地
納
税
義
務
者
と
み
な
し
、
当
該
面
積
が
二
百

平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
と
き
は
当
該
併
用
専
有
部
分

に
係
る
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
を
も
つ
て
同
表
の

第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
各
被
災
共
用
土
地
納
税

義
務
者
と
み
な
し
、
特
定
割
合
に
居
住
割
合
を
乗
じ
て

得
た
数
値
を
も
つ
て
当
該
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ

る
各
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
の
平
成
二
十
四
年
度

か
ら
令
和
八
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
係
る
賦
課
期
日
に

お
け
る
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る
共
有
持
分
又
は
特

定
共
有
持
分
の
割
合
と
み
な
し
、
特
定
割
合
に
当
該
人

の
居
住
の
用
に
供
す
る
部
分
以
外
の
部
分
の
床
面
積
の

当
該
専
有
部
分
の
床
面
積
に
対
す
る
割
合
を
乗
じ
て
得

た
数
値
を
も
つ
て
当
該
第
三
号
に
掲
げ
る
各
被
災
共
用

土
地
納
税
義
務
者
の
平
成
二
十
四
年
度
か
ら
令
和
八
年

度
ま
で
の
各
年
度
に
係
る
賦
課
期
日
に
お
け
る
当
該
被

災
共
用
土
地
に
係
る
共
有
持
分
の
割
合
と
み
な
し
て
、

同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当

該
併
用
専
有
部
分
に
係
る
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者

に
つ
い
て
は
、
次
の
算
式
に
よ
り
計
算
し
た
数
値
を
も

つ
て
当
該
併
用
専
有
部
分
に
係
る
被
災
共
用
土
地
納
税

義
務
者
の
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る
持
分
の
割
合
に

乗
ず
る
べ
き
数
値
と
す
る
。

算
式

α
×

Ｋ
＋β

×

（
１－

Ｋ
）

（
算
式
の
符
号
）

α

　
前
項
の
表
の
第
１
号
又
は
第
２
号
に
定
め
る
算

式
に
よ
り
計
算
し
た
数
値

β

　
前
項
の
表
の
第
３
号
に
定
め
る
算
式
に
よ
り
計

算
し
た
数
値

Ｋ
　
居
住
割
合

７
　
第
五
項
の
表
の
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
掲
げ
る

被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
又
は
併
用
専
有
部
分
に
係

る
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
が
平
成
二
十
三
年
三
月

十
一
日
以
後
に
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る
共
有
持
分

（
政
令
附
則
第
三
十
三
条
第
三
項
第
三
号
か
ら
第
五
号

ま
で
の
規
定
に
よ
り
そ
の
者
が
取
得
し
た
共
有
持
分
を

除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
新
た
な
共
有
持
分
」

と
い
う
。
）
を
取
得
し
た
場
合
に
は
、
当
該
新
た
な
共

有
持
分
に
つ
い
て
は
、
当
該
新
た
な
共
有
持
分
を
取
得

し
た
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
を
も
つ
て
同
表
の
第

三
号
に
掲
げ
る
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
の
一
人
と

み
な
し
、
当
該
新
た
な
共
有
持
分
の
面
積
の
当
該
被
災

共
用
土
地
の
面
積
に
対
す
る
割
合
を
同
表
の
第
三
号
に

掲
げ
る
各
被
災
共
用
土
地
納
税
義
務
者
の
当
該
被
災
共

用
土
地
に
係
る
共
有
持
分
の
割
合
と
み
な
し
て
、
同
項

の
規
定
を
適
用
す
る
。

８
　
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
は
、
被
災
共
用
土

地
の
面
積
が
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る
被
災
区
分
所

有
家
屋
の
床
面
積
の
十
倍
の
面
積
を
超
え
る
場
合
に
お

け
る
法
附
則
第
五
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
当
該

被
災
共
用
土
地
に
係
る
持
分
の
割
合
の
補
正
に
つ
い
て

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に

掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
又
は
算
式

は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
又
は
算
式

に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第五項の表の第一号

当
該
被
災
共
用

土
地
の
面
積

当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る
被
災

区
分
所
有
家
屋
の
床
面
積
の
十
倍

の
面
積

　
（
１
／
Ａ
）×

（

（

Ｂ×

Ｃ

）

／

Ｄ
）

（
１
／
Ａ
）×

（
（
（
Ｂ×

Ｅ
）
／

Ｄ
）
＋
Ｆ×

（
（
Ｃ－

Ｅ
）
／

Ｇ
）
）

　

Ｄ
　
当
該
被
災

共
用
土
地
に
係

る
小
規
模
住
宅

用
地
で
あ
る
部

分
の
面
積

Ｄ
　
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る

小
規
模
住
宅
用
地
で
あ
る
部
分
の

面
積

Ｅ
　
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る

被
災
区
分
所
有
家
屋
の
床
面
積
の

１
０
倍
の
面
積

Ｆ
　
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る

非
住
宅
用
地
で
あ
る
部
分
に
係
る

固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
に
相
当

す
る
額
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Ｇ
　
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る

非
住
宅
用
地
で
あ
る
部
分
の
面
積

第五項の表の第二号

当
該
被
災
共
用

土
地
の
面
積

当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る
被
災

区
分
所
有
家
屋
の
床
面
積
の
十
倍

の
面
積

　

（

１

／

Ａ

）×

｛
Ｂ×

（
（
Ｃ
＋

（
２
０
０
平
方
メ

ー
ト
ル×

Ｄ－

Ｅ×

Ｆ
）×

（

（
Ｅ×

Ｇ－

Ｃ
）

／
（
Ｅ×

Ｈ－

２
０
０
平
方
メ

ー
ト
ル×

Ｉ
）
）
）

／
Ｊ
）
＋
Ｋ×

（
（
Ｅ×

Ｇ－

Ｃ

－

（
２
０
０
平

方
メ
ー
ト
ル×

Ｄ－

Ｅ×

Ｆ
）

×

（
（
Ｅ×

Ｇ－

Ｃ
）
／
（
Ｅ×

Ｈ－

２
０
０
平

方
メ
ー
ト
ル×

Ｉ
）
）
）
／
Ｌ
）
｝

×

（
１
／
Ｇ
）

（
１
／
Ａ
）×
〔
｛
Ｂ×

（
（
Ｃ
＋

（
２
０
０
平
方
メ
ー
ト
ル×

Ｄ－

Ｍ×

Ｆ
）×

（
（
Ｍ×

Ｇ－

Ｃ
）

／
（
Ｍ×

Ｈ－

２
０
０
平
方
メ
ー

ト
ル×

Ｉ
）
）
）
／
Ｊ
）
＋
Ｋ×

（

（
Ｍ×

Ｇ－

Ｃ－

（
２
０
０
平
方

メ
ー
ト
ル×

Ｄ－

Ｍ×

Ｆ
）×
（

（
Ｍ×

Ｇ－

Ｃ
）
／
（
Ｍ×

Ｈ－

２
０
０
平
方
メ
ー
ト
ル×

Ｉ
）
）
）

／
Ｌ
）
｝×

（
１
／
Ｇ
）
＋
Ｎ×

（
（
Ｅ－

Ｍ
）
／
Ｏ
）
〕

　
（
１
／
Ａ
）×

（

（

Ｂ×

Ｅ

）

／

Ｊ
）

（
１
／
Ａ
）×

（
（
（
Ｂ×

Ｍ
）
／

Ｊ
）
＋
Ｎ×

（
（
Ｅ－

Ｍ
）
／

Ｏ
）
）

　

Ｅ×

（
Ｆ
＋
Ｈ
）
Ｍ×

（
Ｆ
＋
Ｈ
）

　

Ｌ
　
当
該
被
災

共
用
土
地
に
係

る
一
般
住
宅
用

地
で
あ
る
部
分

の
面
積

Ｌ
　
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る

一
般
住
宅
用
地
で
あ
る
部
分
の
面

積Ｍ
　
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る

被
災
区
分
所
有
家
屋
の
床
面
積
の

１
０
倍
の
面
積

Ｎ
　
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る

非
住
宅
用
地
で
あ
る
部
分
に
係
る

固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
に
相
当

す
る
額

Ｏ
　
当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る

非
住
宅
用
地
で
あ
る
部
分
の
面
積

第六項

当
該
被
災
共
用

土
地
の
面
積

当
該
被
災
共
用
土
地
に
係
る
被
災

区
分
所
有
家
屋
の
床
面
積
の
十
倍

の
面
積

９
　
法
附
則
第
五
十
六
条
第
八
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る

場
合
に
お
け
る
第
四
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
被
災
共
用
土
地

納
税
義
務
者
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
仮
換
地
等
納
税
義

務
者
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

第

四

項

各

号

列

記

以

外

の

部
分

附
則
第
五
十
六
条

第
三
項

附
則
第
五
十
六
条
第
八
項
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適

用
さ
れ
る
同
条
第
三
項

第

四

項

第

一
号

附
則
第
五
十
六
条

第
三
項

附
則
第
五
十
六
条
第
八
項
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適

用
さ
れ
る
同
条
第
三
項

　

被
災
共
用
土
地

特
定
仮
換
地
等

　

同
条
第
一
項
（
同

条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
次
号
に

お
い
て
同
じ
。
）

同
条
第
六
項
（
同
条
第
七
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ

。
）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項

第

四

項

第

二
号

被
災
共
用
土
地

特
定
仮
換
地
等

　

附
則
第
五
十
六
条

第
一
項

附
則
第
五
十
六
条
第
六
項
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適

用
さ
れ
る
同
条
第
一
項

第

五

項

の

表

以

外

の

部
分

被
災
共
用
土
地
の

面
積

特
定
仮
換
地
等
の
面
積

被
災
共
用
土
地
に

係
る
被
災
区
分
所

有
家
屋

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
被
災
区
分
所

有
家
屋

　

附
則
第
五
十
六
条

第
三
項

附
則
第
五
十
六
条
第
八
項
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適

用
さ
れ
る
同
条
第
三
項

　

同
条
第
三
項

同
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同

条
第
三
項

　

被
災
共
用
土
地
に

係
る
持
分
の
割
合

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
持
分
の
割
合

　

被
災
共
用
土
地
に

係
る
次
の

特
定
仮
換
地
等
に
係
る
次
の

第

五

項

の

表

の

第

一

号

被
災
共
用
土
地
の

面
積

特
定
仮
換
地
等
の
面
積

被
災
共
用
土
地
に

係
る
共
有
持
分

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
共
有
持
分

　

被
災
共
用
土
地
に

係
る
特
定
共
有
持

分

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
特
定
共
有
持

分

　

被
災
共
用
土
地
に

係
る
固
定
資
産
税

特
定
仮
換
地
等
に
係
る
固
定

資
産
税

　

被
災
共
用
土
地
に

係
る
小
規
模
住
宅

用
地

特
定
仮
換
地
等
に
係
る
小
規

模
住
宅
用
地

　

被
災
共
用
土
地
の

面
積

特
定
仮
換
地
等
の
面
積

第

五

項

の

表

の

第

二

号

被
災
共
用
土
地
の

面
積

特
定
仮
換
地
等
の
面
積

被
災
共
用
土
地
に

係
る
共
有
持
分

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
共
有
持
分

　

被
災
共
用
土
地
に

係
る
固
定
資
産
税

特
定
仮
換
地
等
に
係
る
固
定

資
産
税

　

被
災
共
用
土
地
に

係
る
小
規
模
住
宅

用
地

特
定
仮
換
地
等
に
係
る
小
規

模
住
宅
用
地

　

被
災
共
用
土
地
納

税
義
務
者

特
定
仮
換
地
等
納
税
義
務
者

　

被
災
共
用
土
地
の

面
積

特
定
仮
換
地
等
の
面
積

　

被
災
共
用
土
地
に

係
る
同
号
の
共
有

持
分
又
は
特
定
共

有
持
分
の
割
合

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
同
号
の
共
有

持
分
又
は
特
定
共
有
持
分
の

割
合

　

被
災
共
用
土
地
に

係
る
一
般
住
宅
用

地

特
定
仮
換
地
等
に
係
る
一
般

住
宅
用
地

第

五

項

の

表

の

第

三

号

被
災
共
用
土
地
に

係
る
共
有
持
分

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
共
有
持
分

　

被
災
共
用
土
地
に

係
る
固
定
資
産
税

特
定
仮
換
地
等
に
係
る
固
定

資
産
税

　

被
災
共
用
土
地
納

税
義
務
者

特
定
仮
換
地
等
納
税
義
務
者

　

被
災
共
用
土
地
に

係
る
共
有
持
分

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
共
有
持
分

第

六

項

被
災
共
用
土
地
に

係
る
被
災
区
分
所

有
家
屋

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
被
災
区
分
所

有
家
屋

　

被
災
共
用
土
地
に

係
る
共
有
持
分

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
共
有
持
分

　

被
災
共
用
土
地
に

係
る
特
例
適
用
共

有
持
分

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
特
例
適
用
共

有
持
分

被
災
共
用
土
地
の

面
積

特
定
仮
換
地
等
の
面
積

　

被
災
共
用
土
地
に

係
る
持
分
の
割
合

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
持
分
の
割
合

第

七

項

被
災
共
用
土
地
の

面
積

特
定
仮
換
地
等
の
面
積

　

被
災
共
用
土
地
に

係
る
共
有
持
分

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
共
有
持
分

第

八

項

の

表

以

外

の

部
分

被
災
共
用
土
地
の

面
積

特
定
仮
換
地
等
の
面
積

被
災
共
用
土
地
に

係
る
被
災
区
分
所

有
家
屋

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
被
災
区
分
所

有
家
屋

　

被
災
共
用
土
地
に

係
る
持
分
の
割
合

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
持
分
の
割
合
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第

八

項

の

表

の

第

五

項

の

表

の

第

一

号

の

項

被
災
共
用
土
地
の

面
積

特
定
仮
換
地
等
の
面
積

被
災
共
用
土
地
に

係
る
被
災
区
分
所

有
家
屋

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
被
災
区
分
所

有
家
屋

　

被
災
共
用
土
地
に

係
る
小
規
模
住
宅

用
地

特
定
仮
換
地
等
に
係
る
小
規

模
住
宅
用
地

　

被
災
共
用
土
地
に

係
る
被
災
区
分
所

有
家
屋

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
被
災
区
分
所

有
家
屋

　

被
災
共
用
土
地
に

係
る
非
住
宅
用
地

特
定
仮
換
地
等
に
係
る
非
住

宅
用
地

第

八

項

の

表

の

第

五

項

の

表

の

第

二

号

の

項

被
災
共
用
土
地
の

面
積

特
定
仮
換
地
等
の
面
積

被
災
共
用
土
地
に

係
る
被
災
区
分
所

有
家
屋

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
被
災
区
分
所

有
家
屋

　

被
災
共
用
土
地
に

係
る
一
般
住
宅
用

地

特
定
仮
換
地
等
に
係
る
一
般

住
宅
用
地

　

被
災
共
用
土
地
に

係
る
被
災
区
分
所

有
家
屋

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
被
災
区
分
所

有
家
屋

　

被
災
共
用
土
地
に

係
る
非
住
宅
用
地

特
定
仮
換
地
等
に
係
る
非
住

宅
用
地

第

八

項

の

表

の

第

六

項

の

項

被
災
共
用
土
地
の

面
積

特
定
仮
換
地
等
の
面
積

被
災
共
用
土
地
に

係
る
被
災
区
分
所

有
家
屋

特
定
仮
換
地
等
に
対
応
す
る

従
前
の
土
地
で
あ
る
被
災
共

用
土
地
に
係
る
被
災
区
分
所

有
家
屋

10
　
政
令
附
則
第
三
十
三
条
第
十
五
項
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
、
同
項
中
被
災
家
屋
（
同
条
第
十
四
項
第
一
号

に
規
定
す
る
被
災
家
屋
を
い
う
。
第
十
二
項
第
二
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
で
区
分
所
有
に
係
る
家
屋
で
あ
る
も

の
又
は
同
条
第
十
五
項
第
二
号
に
掲
げ
る
区
分
所
有
に

係
る
家
屋
の
専
有
部
分
の
床
面
積
の
算
定
に
関
し
て

は
、
こ
れ
ら
の
家
屋
に
共
用
部
分
が
あ
る
場
合
に
は
、

そ
の
部
分
の
床
面
積
を
こ
れ
を
共
用
し
て
い
た
又
は
共

用
す
べ
き
各
区
分
所
有
者
の
専
有
部
分
の
床
面
積
の
割

合
に
よ
り
配
分
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
各
区
分
所
有
者
の

専
有
部
分
の
床
面
積
に
算
入
す
る
も
の
と
す
る
。

11
　
政
令
附
則
第
三
十
三
条
第
二
十
五
項
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
、
同
項
中
対
象
区
域
内
家
屋
（
同
条
第
二
十

三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
対
象
区
域
内
家
屋
を
い
う
。

次
項
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
区
分
所
有
に
係
る

家
屋
で
あ
る
も
の
又
は
同
条
第
二
十
四
項
第
二
号
に
掲

げ
る
区
分
所
有
に
係
る
家
屋
の
専
有
部
分
の
床
面
積
の

算
定
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
家
屋
に
共
用
部
分
が
あ

る
場
合
に
は
、
そ
の
部
分
の
床
面
積
を
こ
れ
を
共
用
し

て
い
た
又
は
共
用
す
べ
き
各
区
分
所
有
者
の
専
有
部
分

の
床
面
積
の
割
合
に
よ
り
配
分
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
各

区
分
所
有
者
の
専
有
部
分
の
床
面
積
に
算
入
す
る
も
の

と
す
る
。

12
　
政
令
附
則
第
三
十
三
条
第
二
十
九
項
に
規
定
す
る
総

務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合

に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一
　
法
附
則
第
五
十
六
条
第
十
項
の
規
定
の
適
用
を
受

け
よ
う
と
す
る
場
合
　
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
被
災
住
宅
用
地
の
所
有
者
の
氏
名
又
は
名
称
及

び
住
所
又
は
本
店
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
の
所

在
地
、
当
該
被
災
住
宅
用
地
に
代
わ
る
も
の
と
し

て
法
附
則
第
五
十
六
条
第
十
項
の
規
定
の
適
用
を

受
け
よ
う
と
す
る
土
地
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

「
代
替
土
地
」
と
い
う
。
）
の
所
有
者
の
氏
名
又
は

名
称
、
住
所
又
は
本
店
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所

の
所
在
地
及
び
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
（
行
政

手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の

番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
十
五
項

に
規
定
す
る
法
人
番
号
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
（
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
を
有

し
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
氏
名
又
は
名
称
及
び
住

所
又
は
本
店
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在

地
）
並
び
に
当
該
被
災
住
宅
用
地
及
び
当
該
代
替

土
地
の
所
在
地
を
記
載
し
た
書
類
並
び
に
当
該
被

災
住
宅
用
地
に
存
す
る
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三

の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
家
屋
（
以
下
こ
の
号
に

お
い
て
「
被
災
住
宅
」
と
い
う
。
）
が
東
日
本
大

震
災
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
こ
と
に
つ
い
て
当
該

被
災
住
宅
用
地
の
所
在
地
の
市
町
村
長
が
証
す
る

書
類
そ
の
他
の
当
該
被
災
住
宅
が
東
日
本
大
震
災

に
よ
り
滅
失
し
、
又
は
損
壊
し
た
旨
を
証
す
る

書
類

ロ
　
被
災
住
宅
用
地
が
平
成
二
十
三
年
度
分
の
固
定

資
産
税
に
つ
い
て
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
の
二

の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
及

び
代
替
土
地
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
住
宅
用

地
と
し
て
使
用
す
る
予
定
で
あ
る
こ
と
を
約
す
る

書
類

ハ
　
被
災
住
宅
用
地
の
面
積
（
当
該
被
災
住
宅
用
地

が
共
有
物
で
あ
る
と
き
は
、
政
令
附
則
第
三
十
三

条
第
十
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
が
有
し
て
い
た

当
該
被
災
住
宅
用
地
に
係
る
持
分
の
割
合
に
応
ず

る
被
災
住
宅
用
地
の
面
積
）
及
び
代
替
土
地
の
面

積
（
当
該
代
替
土
地
が
共
有
物
で
あ
る
と
き
は
、

同
項
各
号
に
掲
げ
る
者
が
有
し
て
い
る
持
分
の
割

合
に
応
ず
る
代
替
土
地
の
面
積
）
を
証
す
る
書
類

ニ
　
政
令
附
則
第
三
十
三
条
第
十
一
項
第
二
号
か
ら

第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い

て
「
相
続
人
等
」
と
い
う
。
）
が
、
法
附
則
第
五

十
六
条
第
十
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す

る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
号
の
イ
か
ら
ハ
ま
で

に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
戸
籍
の
謄
本
又
は
法
人

に
係
る
登
記
事
項
証
明
書
そ
の
他
の
そ
の
適
用
を

受
け
よ
う
と
す
る
者
が
相
続
人
等
に
該
当
す
る
旨

を
証
す
る
書
類

ホ
　
政
令
附
則
第
三
十
三
条
第
十
一
項
第
三
号
に
掲

げ
る
者
が
、
法
附
則
第
五
十
六
条
第
十
項
の
規
定

の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

こ
の
号
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ

か
、
政
令
附
則
第
三
十
三
条
第
十
一
項
第
一
号
に

掲
げ
る
者
と
同
居
す
る
予
定
で
あ
る
こ
と
を
約
す

る
書
類

二
　
法
附
則
第
五
十
六
条
第
十
一
項
又
は
第
十
二
項
の

規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
　
次
に
掲
げ

る
書
類

イ
　
被
災
家
屋
又
は
政
令
附
則
第
三
十
三
条
第
十
七

項
第
一
号
に
規
定
す
る
被
災
償
却
資
産
（
以
下
こ

の
号
に
お
い
て
「
被
災
償
却
資
産
」
と
い
う
。
）

を
所
有
し
て
い
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

又
は
本
店
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、

被
災
家
屋
又
は
被
災
償
却
資
産
に
代
わ
る
も
の
と

し
て
法
附
則
第
五
十
六
条
第
十
一
項
又
は
第
十
二

項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
家
屋
又
は

償
却
資
産
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
代
替
家
屋

等
」
と
い
う
。
）
の
所
有
者
の
氏
名
又
は
名
称
、

住
所
又
は
本
店
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在

地
及
び
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
（
個
人
番
号
又

は
法
人
番
号
を
有
し
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
氏
名

又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
本
店
若
し
く
は
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地
）
並
び
に
当
該
被
災
家
屋
又
は

被
災
償
却
資
産
及
び
当
該
代
替
家
屋
等
の
所
在
地

を
記
載
し
た
書
類
並
び
に
当
該
被
災
家
屋
又
は
被

災
償
却
資
産
が
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
被
害
を
受

け
た
こ
と
に
つ
い
て
当
該
被
災
家
屋
又
は
被
災
償

却
資
産
の
所
在
地
の
市
町
村
長
が
証
す
る
書
類
そ

の
他
の
当
該
被
災
家
屋
又
は
被
災
償
却
資
産
が
東

日
本
大
震
災
に
よ
り
滅
失
し
、
又
は
損
壊
し
た
旨

を
証
す
る
書
類

ロ
　
被
災
家
屋
又
は
被
災
償
却
資
産
が
平
成
二
十
三

年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
係
る
固
定
資
産
課
税
台

帳
に
登
録
さ
れ
て
い
た
旨
を
証
す
る
書
類
そ
の
他

の
被
災
家
屋
又
は
被
災
償
却
資
産
が
存
し
た
こ
と

を
証
す
る
書
類
及
び
代
替
家
屋
等
の
詳
細
を
明
ら

か
に
す
る
書
類

ハ
　
政
令
附
則
第
三
十
三
条
第
十
四
項
第
二
号
か
ら

第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
又
は
同
条
第
十
七
項
第

二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
（
以
下
こ
の

号
に
お
い
て
「
相
続
人
等
」
と
い
う
。
）
が
、
法

附
則
第
五
十
六
条
第
十
一
項
又
は
第
十
二
項
の
規

定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
こ
の
号
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ

か
、
政
令
附
則
第
三
十
三
条
第
十
四
項
第
二
号
か

ら
第
四
号
ま
で
又
は
同
条
第
十
七
項
第
三
号
若
し

く
は
第
四
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
戸
籍
の
謄

本
又
は
法
人
に
係
る
登
記
事
項
証
明
書
、
同
条
第

十
七
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
被
災
償

却
資
産
に
係
る
売
買
契
約
書
そ
の
他
の
そ
の
適
用

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
相
続
人
等
に
該
当
す
る

旨
を
証
す
る
書
類

三
　
法
附
則
第
五
十
六
条
第
十
三
項
の
規
定
の
適
用
を

受
け
よ
う
と
す
る
場
合
　
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
対
象
区
域
内
住
宅
用
地
（
法
附
則
第
五
十
六
条

第
十
三
項
に
規
定
す
る
対
象
区
域
内
住
宅
用
地
を

い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
所
有

者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
本
店
若
し
く

は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、
当
該
対
象
区
域
内

住
宅
用
地
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
同
項
の
規
定
の

適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
土
地
（
以
下
こ
の
号
に

お
い
て
「
代
替
土
地
」
と
い
う
。
）
の
所
有
者
の

氏
名
又
は
名
称
、
住
所
又
は
本
店
若
し
く
は
主
た

る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
個
人
番
号
又
は
法
人
番

号
（
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
を
有
し
な
い
者
に

あ
つ
て
は
、
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
本
店

若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）
並
び
に
当

該
対
象
区
域
内
住
宅
用
地
及
び
当
該
代
替
土
地
の

所
在
地
を
記
載
し
た
書
類
並
び
に
当
該
対
象
区
域
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内
住
宅
用
地
を
同
項
に
規
定
す
る
居
住
困
難
区
域

を
指
定
す
る
旨
の
公
示
が
あ
つ
た
日
に
お
い
て
同

項
に
規
定
す
る
居
住
困
難
区
域
内
に
所
有
し
て
い

た
旨
を
証
す
る
書
類

ロ
　
対
象
区
域
内
住
宅
用
地
が
平
成
二
十
三
年
度
分

の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第
三
百
四
十
九
条
の

三
の
二
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
こ
と
を
証
す
る

書
類
及
び
代
替
土
地
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る

住
宅
用
地
と
し
て
使
用
す
る
予
定
で
あ
る
こ
と
を

約
す
る
書
類

ハ
　
対
象
区
域
内
住
宅
用
地
の
面
積
（
当
該
対
象
区

域
内
住
宅
用
地
が
共
有
物
で
あ
る
と
き
は
、
政
令

附
則
第
三
十
三
条
第
二
十
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者

が
有
し
て
い
た
当
該
対
象
区
域
内
住
宅
用
地
に
係

る
持
分
の
割
合
に
応
ず
る
対
象
区
域
内
住
宅
用
地

の
面
積
）
及
び
代
替
土
地
の
面
積
（
当
該
代
替
土

地
が
共
有
物
で
あ
る
と
き
は
、
同
項
各
号
に
掲
げ

る
者
が
有
し
て
い
る
持
分
の
割
合
に
応
ず
る
代
替

土
地
の
面
積
）
を
証
す
る
書
類

ニ
　
政
令
附
則
第
三
十
三
条
第
二
十
項
第
二
号
か
ら

第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い

て
「
相
続
人
等
」
と
い
う
。
）
が
、
法
附
則
第
五

十
六
条
第
十
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と

す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
号
の
イ
か
ら
ハ
ま

で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
戸
籍
の
謄
本
又
は
法

人
に
係
る
登
記
事
項
証
明
書
そ
の
他
の
そ
の
適
用

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
相
続
人
等
に
該
当
す
る

旨
を
証
す
る
書
類

ホ
　
政
令
附
則
第
三
十
三
条
第
二
十
項
第
三
号
に
掲

げ
る
者
が
、
法
附
則
第
五
十
六
条
第
十
三
項
の
規

定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
こ
の
号
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の

ほ
か
、
政
令
附
則
第
三
十
三
条
第
二
十
項
第
一
号

に
掲
げ
る
者
と
同
居
す
る
予
定
で
あ
る
こ
と
を
約

す
る
書
類

四
　
法
附
則
第
五
十
六
条
第
十
四
項
又
は
第
十
五
項
の

規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
　
次
に
掲
げ

る
書
類

イ
　
対
象
区
域
内
家
屋
又
は
法
附
則
第
五
十
六
条
第

十
五
項
に
規
定
す
る
対
象
区
域
内
償
却
資
産
（
以

下
こ
の
号
に
お
い
て
「
対
象
区
域
内
償
却
資
産
」

と
い
う
。
）
の
所
有
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住

所
又
は
本
店
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在

地
、
対
象
区
域
内
家
屋
又
は
対
象
区
域
内
償
却
資

産
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
法
附
則
第
五
十
六
条
第

十
四
項
又
は
第
十
五
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ

う
と
す
る
家
屋
又
は
償
却
資
産
（
以
下
こ
の
号
に

お
い
て
「
代
替
家
屋
等
」
と
い
う
。
）
の
所
有
者

の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
又
は
本
店
若
し
く
は
主

た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
個
人
番
号
又
は
法
人

番
号
（
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
を
有
し
な
い
者

に
あ
つ
て
は
、
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
本

店
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）
並
び
に

当
該
対
象
区
域
内
家
屋
又
は
対
象
区
域
内
償
却
資

産
及
び
当
該
代
替
家
屋
等
の
所
在
地
を
記
載
し
た

書
類
並
び
に
当
該
対
象
区
域
内
家
屋
を
同
条
第
十

四
項
に
規
定
す
る
居
住
困
難
区
域
を
指
定
す
る
旨

の
公
示
が
あ
つ
た
日
に
お
い
て
同
項
に
規
定
す
る

居
住
困
難
区
域
内
に
所
有
し
て
い
た
旨
を
証
す
る

書
類
又
は
当
該
対
象
区
域
内
償
却
資
産
を
同
条
第

十
五
項
に
規
定
す
る
居
住
困
難
区
域
を
指
定
す
る

旨
の
公
示
が
あ
つ
た
日
に
お
い
て
同
項
に
規
定
す

る
居
住
困
難
区
域
内
に
所
有
し
て
い
た
旨
を
約
す

る
書
類

ロ
　
対
象
区
域
内
家
屋
又
は
対
象
区
域
内
償
却
資
産

が
平
成
二
十
三
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
係
る
固

定
資
産
課
税
台
帳
に
登
録
さ
れ
て
い
た
旨
を
証
す

る
書
類
そ
の
他
の
対
象
区
域
内
家
屋
又
は
対
象
区

域
内
償
却
資
産
が
存
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
及

び
代
替
家
屋
等
の
詳
細
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

ハ
　
政
令
附
則
第
三
十
三
条
第
二
十
三
項
第
二
号
か

ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
又
は
同
条
第
二
十
六

項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
（
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
「
相
続
人
等
」
と
い
う
。
）
が
、

法
附
則
第
五
十
六
条
第
十
四
項
又
は
第
十
五
項
の

規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
こ
の
号
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ

か
、
政
令
附
則
第
三
十
三
条
第
二
十
三
項
第
二
号

か
ら
第
四
号
ま
で
又
は
同
条
第
二
十
六
項
第
三
号

若
し
く
は
第
四
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
戸
籍

の
謄
本
又
は
法
人
に
係
る
登
記
事
項
証
明
書
、
同

項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
対
象
区
域
内

償
却
資
産
に
係
る
売
買
契
約
書
そ
の
他
の
そ
の
適

用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
相
続
人
等
に
該
当
す

る
旨
を
証
す
る
書
類

（
政
令
附
則
第
三
十
四
条
第
五
項
に
規
定
す
る
総
務
省

令
で
定
め
る
書
類
）

第
二
十
五
条
　
政
令
附
則
第
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す

る
者
が
法
附
則
第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を

受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
政
令
附
則
第
三
十
四

条
第
五
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、

次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

イ
　
被
災
自
動
車
等
（
法
附
則
第
五
十
七
条
第
一
項

に
規
定
す
る
被
災
自
動
車
等
を
い
う
。
以
下
こ
の

項
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
所
有

者
（
法
第
百
四
十
七
条
第
一
項
又
は
第
四
百
四
十

四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の

規
定
に
規
定
す
る
買
主
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
条

第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
氏
名
又
は
名
称
及

び
住
所
又
は
本
店
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
の
所

在
地
、
当
該
被
災
自
動
車
等
の
自
動
車
登
録
番
号

又
は
車
両
番
号
及
び
主
た
る
定
置
場
並
び
に
当
該

被
災
自
動
車
等
が
営
業
用
又
は
自
家
用
の
い
ず
れ

で
あ
る
か
の
別

ロ
　
法
附
則
第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を

受
け
よ
う
と
す
る
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
（
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
「
申
請
軽
自
動
車
」
と
い
う
。
）

の
所
有
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
又
は
本
店
若

し
く
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
個
人
番
号

（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る

た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第

五
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
を
い
う
。
以
下
こ
の

条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
法
人
番
号

（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る

た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第

十
五
項
に
規
定
す
る
法
人
番
号
を
い
う
。
以
下
こ

の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
個
人
番
号
又

は
法
人
番
号
を
有
し
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
氏
名

又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
本
店
若
し
く
は
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地
）
、
当
該
申
請
軽
自
動
車
の
車

両
番
号
、
車
台
番
号
、
種
別
及
び
主
た
る
定
置
場

並
び
に
当
該
申
請
軽
自
動
車
が
営
業
用
又
は
自
家

用
の
い
ず
れ
で
あ
る
か
の
別

ハ
　
当
該
被
災
自
動
車
等
の
所
有
者
に
つ
き
、
次
に

掲
げ
る
自
動
車
等
（
法
第
百
四
十
五
条
第
三
号
に

規
定
す
る
自
動
車
又
は
軽
自
動
車
の
う
ち
三
輪
以

上
の
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
台
数
、

自
動
車
登
録
番
号
又
は
車
両
番
号
及
び
車
台
番
号

（１）
　
既
に
法
附
則
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規

定
の
適
用
を
受
け
た
同
項
に
規
定
す
る
代
替
自

動
車

（２）
　
既
に
法
附
則
第
五
十
三
条
の
二
第
二
項
（
地

方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三

十
一
年
法
律
第
二
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
平
成
三
十
一
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第

十
一
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
に
よ

り
み
な
し
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
以
下

こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定

の
適
用
を
受
け
た
法
附
則
第
五
十
三
条
の
二
第

二
項
に
規
定
す
る
代
替
自
動
車

（３）
　
既
に
法
附
則
第
五
十
三
条
の
二
第
三
項
（
平

成
三
十
一
年
改
正
法
附
則
第
十
一
条
第
五
項
及

び
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
み
な
し
て
適
用
さ
れ

る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
法
附

則
第
五
十
三
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
他
の

自
動
車

（４）
　
既
に
法
附
則
第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
の

適
用
を
受
け
た
同
項
に
規
定
す
る
代
替
軽
自

動
車

（５）
　
既
に
法
附
則
第
五
十
七
条
第
二
項
（
平
成
三

十
一
年
改
正
法
附
則
第
十
八
条
第
五
項
か
ら
第

七
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
み
な
し
て
適
用
さ
れ

る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
法
附

則
第
五
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
代
替
軽
自

動
車

（６）
　
既
に
法
附
則
第
五
十
七
条
第
三
項
（
平
成
三

十
一
年
改
正
法
附
則
第
十
八
条
第
五
項
及
び
第

六
項
の
規
定
に
よ
り
み
な
し
て
適
用
さ
れ
る
場

合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
法
附
則
第

五
十
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
他
の
三
輪
以
上

の
軽
自
動
車

（７）
　
既
に
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の

法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
十
三
号
）
第
二

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
（
以
下

こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
元
年
十
月
旧

法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
五
十
二
条
第
一
項
の

規
定
の
適
用
を
受
け
た
同
項
に
規
定
す
る
代
替

自
動
車

（８）
　
既
に
元
年
十
月
旧
法
附
則
第
五
十
二
条
第
二

項
（
地
方
税
法
及
び
国
有
資
産
等
所
在
市
町
村

交
付
金
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二

十
四
年
法
律
第
十
七
号
。
以
下
こ
の
条
及
び
次

条
に
お
い
て
「
平
成
二
十
四
年
改
正
法
」
と
い

う
。
）
附
則
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
以
下

こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定

の
適
用
を
受
け
た
元
年
十
月
旧
法
附
則
第
五
十

二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
代
替
自
動
車

（９）
　
既
に
元
年
十
月
旧
法
附
則
第
五
十
二
条
第
三

項
（
平
成
二
十
四
年
改
正
法
附
則
第
十
五
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
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場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
元
年
十

月
旧
法
附
則
第
五
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る

他
の
自
動
車

（１０）
　
既
に
平
成
二
十
四
年
改
正
法
第
一
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
（
以
下
こ
の
条
及

び
次
条
に
お
い
て
「
平
成
二
十
四
年
改
正
前
の

地
方
税
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
五
十
二
条
第

二
項
（
東
日
本
大
震
災
に
お
け
る
原
子
力
発
電

所
の
事
故
に
よ
る
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
地

方
税
法
及
び
東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め

の
特
別
の
財
政
援
助
及
び
助
成
に
関
す
る
法
律

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法

律
第
九
十
六
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
地

方
税
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
条

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合

又
は
平
成
二
十
四
年
改
正
法
附
則
第
五
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と

と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及
び
次

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け

た
平
成
二
十
四
年
改
正
前
の
地
方
税
法
附
則
第

五
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
代
替
自
動
車

（１１）
　
平
成
二
十
四
年
改
正
前
の
地
方
税
法
附
則
第

五
十
二
条
第
三
項
（
地
方
税
法
等
改
正
法
附
則

第
二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ

る
場
合
又
は
平
成
二
十
四
年
改
正
法
附
則
第
五

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条

及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
の
適
用

を
受
け
た
平
成
二
十
四
年
改
正
前
の
地
方
税
法

附
則
第
五
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
他
の
自

動
車

ニ
　
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
申

請
軽
自
動
車
が
被
災
自
動
車
等
に
代
わ
る
も
の
と

認
め
る
に
際
し
、
法
附
則
第
五
十
七
条
第
一
項
に

規
定
す
る
道
府
県
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
項

二
　
道
路
運
送
車
両
法
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す

る
登
録
事
項
等
証
明
書
又
は
同
法
第
七
十
二
条
の
三

に
規
定
す
る
軽
自
動
車
検
査
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ

て
い
る
事
項
を
証
明
し
た
書
面
で
あ
つ
て
滅
失
し
、

又
は
損
壊
し
た
自
動
車
等
が
被
災
自
動
車
等
で
あ
る

こ
と
を
証
す
る
も
の

三
　
前
号
に
規
定
す
る
書
類
を
や
む
を
得
な
い
理
由
に

よ
り
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
滅
失

し
、
又
は
損
壊
し
た
自
動
車
等
が
被
災
自
動
車
等
で

あ
る
こ
と
に
つ
い
て
当
該
自
動
車
等
が
滅
失
し
、
若

し
く
は
損
壊
し
た
場
所
の
所
在
地
又
は
当
該
自
動
車

等
の
主
た
る
定
置
場
所
在
地
の
道
府
県
知
事
又
は
市

町
村
長
が
証
す
る
書
類

四
　
政
令
附
則
第
三
十
四
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三

号
に
掲
げ
る
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
相
続
人

等
」
と
い
う
。
）
が
、
法
附
則
第
五
十
七
条
第
一
項

の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
前

三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
戸
籍
の
謄
本
又
は
法

人
に
係
る
登
記
事
項
証
明
書
そ
の
他
の
そ
の
適
用
を

受
け
よ
う
と
す
る
者
が
相
続
人
等
に
該
当
す
る
旨
を

証
す
る
書
類

２
　
政
令
附
則
第
三
十
四
条
第
三
項
又
は
第
四
項
に
規
定

す
る
者
が
法
附
則
第
五
十
七
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の

規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
政
令

附
則
第
三
十
四
条
第
五
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定

め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

イ
　
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
等
（
法
附
則

第
五
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
対
象
区
域
内
用

途
廃
止
等
自
動
車
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び

次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
同
項
各
号
又
は
法
附

則
第
五
十
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
自
動
車
等
持

出
困
難
区
域
を
指
定
す
る
旨
の
公
示
が
あ
つ
た
日

に
お
け
る
所
有
者
（
法
第
百
四
十
七
条
第
一
項
又

は
第
四
百
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に

は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
買
主
。
以
下
こ

の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
氏
名
又
は
名
称
及
び

住
所
又
は
本
店
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在

地
、
当
該
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
等
の

自
動
車
登
録
番
号
又
は
車
両
番
号
、
車
台
番
号
及

び
主
た
る
定
置
場
並
び
に
当
該
対
象
区
域
内
用
途

廃
止
等
自
動
車
等
が
営
業
用
又
は
自
家
用
の
い
ず

れ
で
あ
る
か
の
別

ロ
　
法
附
則
第
五
十
七
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規

定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
三
輪
以
上
の
軽
自

動
車
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
申
請
軽
自
動

車
」
と
い
う
。
）
の
所
有
者
の
氏
名
又
は
名
称
、

住
所
又
は
本
店
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在

地
及
び
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
（
個
人
番
号
又

は
法
人
番
号
を
有
し
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
氏
名

又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
本
店
若
し
く
は
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地
）
、
当
該
申
請
軽
自
動
車
の
車

両
番
号
、
車
台
番
号
、
種
別
及
び
主
た
る
定
置
場

並
び
に
当
該
申
請
軽
自
動
車
が
営
業
用
又
は
自
家

用
の
い
ず
れ
で
あ
る
か
の
別

ハ
　
当
該
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
等
の
所

有
者
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る
自
動
車
等
が
あ
る
場

合
に
は
、
そ
の
台
数
、
自
動
車
登
録
番
号
又
は
車

両
番
号
及
び
車
台
番
号

（１）
　
既
に
法
附
則
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規

定
の
適
用
を
受
け
た
同
項
に
規
定
す
る
代
替
自

動
車

（２）
　
既
に
法
附
則
第
五
十
三
条
の
二
第
二
項
の
規

定
の
適
用
を
受
け
た
同
項
に
規
定
す
る
代
替
自

動
車

（３）
　
既
に
法
附
則
第
五
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規

定
の
適
用
を
受
け
た
同
項
に
規
定
す
る
他
の
自

動
車

（４）
　
既
に
法
附
則
第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
の

適
用
を
受
け
た
同
項
に
規
定
す
る
代
替
軽
自

動
車

（５）
　
既
に
法
附
則
第
五
十
七
条
第
二
項
の
規
定
の

適
用
を
受
け
た
同
項
に
規
定
す
る
代
替
軽
自

動
車

（６）
　
既
に
法
附
則
第
五
十
七
条
第
三
項
の
規
定
の

適
用
を
受
け
た
同
項
に
規
定
す
る
他
の
三
輪
以

上
の
軽
自
動
車

（７）
　
既
に
元
年
十
月
旧
法
附
則
第
五
十
二
条
第
一

項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
同
項
に
規
定
す
る

代
替
自
動
車

（８）
　
既
に
元
年
十
月
旧
法
附
則
第
五
十
二
条
第
二

項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
同
項
に
規
定
す
る

代
替
自
動
車

（９）
　
既
に
元
年
十
月
旧
法
附
則
第
五
十
二
条
第
三

項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
同
項
に
規
定
す
る

他
の
自
動
車

（１０）
　
既
に
平
成
二
十
四
年
改
正
前
の
地
方
税
法
附

則
第
五
十
二
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け

た
同
項
に
規
定
す
る
代
替
自
動
車

（１１）
　
平
成
二
十
四
年
改
正
前
の
地
方
税
法
附
則
第

五
十
二
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
同

項
に
規
定
す
る
他
の
自
動
車

ニ
　
当
該
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
等
の
法

附
則
第
五
十
七
条
第
二
項
各
号
又
は
第
三
項
に
規

定
す
る
自
動
車
等
持
出
困
難
区
域
を
指
定
す
る
旨

の
公
示
が
あ
つ
た
日
に
お
け
る
所
在
地

ホ
　
当
該
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
等
が
法

附
則
第
五
十
七
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
自
動

車
等
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
同
号
に
規
定
す
る

自
動
車
等
持
出
困
難
区
域
の
指
定
を
解
除
す
る
旨

の
公
示
が
あ
つ
た
日

ヘ
　
当
該
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
等
が
法

附
則
第
五
十
七
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
自
動

車
等
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
同
号
に
規
定
す
る

移
動
さ
せ
た
日

ト
　
当
該
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
等
の
用

途
を
廃
止
し
、
法
附
則
第
五
十
七
条
第
二
項
第
二

号
イ
若
し
く
は
第
三
号
イ
に
規
定
す
る
引
取
業
者

に
引
き
渡
し
、
又
は
解
体
し
た
日

チ
　
イ
か
ら
ト
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
申

請
軽
自
動
車
が
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車

等
に
代
わ
る
も
の
と
認
め
る
に
際
し
、
法
附
則
第

五
十
七
条
第
二
項
又
は
第
三
項
に
規
定
す
る
道
府

県
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
項

二
　
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
書
類

イ
　
政
令
附
則
第
三
十
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す

る
主
た
る
定
置
場
所
在
の
道
府
県
の
知
事
が
法
附

則
第
五
十
四
条
第
七
項
に
規
定
す
る
対
象
区
域
内

自
動
車
等
が
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
等

に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

ロ
　
政
令
附
則
第
三
十
五
条
第
十
項
に
規
定
す
る
主

た
る
定
置
場
所
在
の
市
町
村
の
長
が
法
附
則
第
五

十
八
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
対
象
区
域
内
自
動

車
等
が
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
等
に
該

当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

ハ
　
次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
次
に
定
め

る
書
類

（１）
　
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
等
が
法
附

則
第
五
十
七
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
自
動

車
等
（
用
途
を
廃
止
し
た
も
の
を
除
く
。
）
に

該
当
す
る
場
合
　
道
路
運
送
車
両
法
第
二
十
二

条
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
事
項
等
証
明
書

（
（
２
）
か
ら
（
４
）
ま
で
に
お
い
て
「
登
録
事

項
等
証
明
書
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
解
体
し

た
自
動
車
等
が
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動

車
等
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
こ
と
を
証
す

る
も
の
又
は
同
法
第
七
十
二
条
の
三
に
規
定
す

る
軽
自
動
車
検
査
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
て
い

る
事
項
を
証
明
し
た
書
面
（
（
２
）
か
ら
（
４
）

ま
で
に
お
い
て
「
検
査
記
録
事
項
等
証
明
書
」

と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
解
体
し
た
自
動
車
等
が

対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
等
に
該
当
す

る
こ
と
と
な
つ
た
こ
と
を
証
す
る
も
の
及
び
当

該
自
動
車
等
を
同
号
イ
に
規
定
す
る
引
取
業
者

に
引
き
渡
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
又
は
当
該

自
動
車
等
を
解
体
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

（２）
　
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
等
が
法
附

則
第
五
十
七
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
自
動
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車
等
（
用
途
を
廃
止
し
た
も
の
に
限
る
。
）
に

該
当
す
る
場
合
　
登
録
事
項
等
証
明
書
で
あ
つ

て
用
途
を
廃
止
し
た
自
動
車
等
が
対
象
区
域
内

用
途
廃
止
等
自
動
車
等
に
該
当
す
る
こ
と
と
な

つ
た
こ
と
を
証
す
る
も
の
又
は
検
査
記
録
事
項

等
証
明
書
で
あ
つ
て
用
途
を
廃
止
し
た
自
動
車

等
が
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
等
に
該

当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
こ
と
を
証
す
る
も
の
の

う
ち
用
途
を
廃
止
し
た
日
の
記
載
が
さ
れ
て
い

る
も
の
及
び
同
号
に
規
定
す
る
移
動
さ
せ
た
日

を
証
す
る
書
類
（
当
該
移
動
さ
せ
た
日
を
証
す

る
書
類
を
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
提
出
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
当
該
移
動
さ

せ
た
日
を
確
認
す
る
た
め
同
項
又
は
同
条
第
三

項
に
規
定
す
る
道
府
県
知
事
が
適
当
と
認
め
る

書
類
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

（３）
　
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
等
が
法
附

則
第
五
十
七
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
自
動

車
等
（
用
途
を
廃
止
し
た
も
の
を
除
く
。
）
に

該
当
す
る
場
合
　
登
録
事
項
等
証
明
書
で
あ
つ

て
解
体
し
た
自
動
車
等
が
対
象
区
域
内
用
途
廃

止
等
自
動
車
等
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
こ

と
を
証
す
る
も
の
又
は
検
査
記
録
事
項
等
証
明

書
で
あ
つ
て
解
体
し
た
自
動
車
等
が
対
象
区
域

内
用
途
廃
止
等
自
動
車
等
に
該
当
す
る
こ
と
と

な
つ
た
こ
と
を
証
す
る
も
の
、
同
号
に
規
定
す

る
移
動
さ
せ
た
日
を
証
す
る
書
類
及
び
当
該
自

動
車
等
を
同
号
イ
に
規
定
す
る
引
取
業
者
に
引

き
渡
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
又
は
当
該
自
動

車
等
を
解
体
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

（４）
　
（
１
）
か
ら
（
３
）
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
以

外
の
場
合
　
登
録
事
項
等
証
明
書
で
あ
つ
て
用

途
を
廃
止
し
た
自
動
車
等
が
対
象
区
域
内
用
途

廃
止
等
自
動
車
等
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た

こ
と
を
証
す
る
も
の
又
は
検
査
記
録
事
項
等
証

明
書
で
あ
つ
て
用
途
を
廃
止
し
た
自
動
車
等
が

対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
等
に
該
当
す

る
こ
と
と
な
つ
た
こ
と
を
証
す
る
も
の
の
う
ち

用
途
を
廃
止
し
た
日
の
記
載
が
さ
れ
て
い
る

も
の

三
　
政
令
附
則
第
三
十
四
条
第
三
項
第
二
号
及
び
第
三

号
又
は
同
条
第
四
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る

者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
相
続
人
等
」
と
い

う
。
）
が
、
法
附
則
第
五
十
七
条
第
二
項
又
は
第
三

項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
戸
籍
の
謄
本
又
は

法
人
に
係
る
登
記
事
項
証
明
書
そ
の
他
の
そ
の
適
用

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
相
続
人
等
に
該
当
す
る
旨

を
証
す
る
書
類

（
政
令
附
則
第
三
十
五
条
第
九
項
に
規
定
す
る
総
務
省

令
で
定
め
る
書
類
）

第
二
十
六
条
　
政
令
附
則
第
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す

る
者
が
法
附
則
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を

受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
政
令
附
則
第
三
十
五

条
第
九
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、

次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

イ
　
被
災
自
動
車
等
の
所
有
者
の
氏
名
又
は
名
称
及

び
住
所
又
は
本
店
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
の
所

在
地
、
当
該
被
災
自
動
車
等
の
自
動
車
登
録
番
号

又
は
車
両
番
号
及
び
主
た
る
定
置
場
並
び
に
当
該

被
災
自
動
車
等
が
営
業
用
又
は
自
家
用
の
い
ず
れ

で
あ
る
か
の
別

ロ
　
法
附
則
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を

受
け
よ
う
と
す
る
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
（
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
「
申
請
軽
自
動
車
」
と
い
う
。
）

の
所
有
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
又
は
本
店
若

し
く
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
個
人
番
号

又
は
法
人
番
号
（
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
を
有

し
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
氏
名
又
は
名
称
及
び
住

所
又
は
本
店
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在

地
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
当
該
申
請

軽
自
動
車
の
車
両
番
号
、
車
台
番
号
、
種
別
及
び

主
た
る
定
置
場
並
び
に
当
該
申
請
軽
自
動
車
が
営

業
用
又
は
自
家
用
の
い
ず
れ
で
あ
る
か
の
別

ハ
　
当
該
被
災
自
動
車
等
の
所
有
者
に
つ
き
、
次
に

掲
げ
る
自
動
車
等
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
台

数
、
自
動
車
登
録
番
号
又
は
車
両
番
号
及
び
車
台

番
号

（１）
　
既
に
法
附
則
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規

定
の
適
用
を
受
け
た
同
項
に
規
定
す
る
代
替
自

動
車

（２）
　
既
に
法
附
則
第
五
十
三
条
の
二
第
二
項
の
規

定
の
適
用
を
受
け
た
同
項
に
規
定
す
る
代
替
自

動
車

（３）
　
既
に
法
附
則
第
五
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規

定
の
適
用
を
受
け
た
同
項
に
規
定
す
る
他
の
自

動
車

（４）
　
既
に
法
附
則
第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
の

適
用
を
受
け
た
同
項
に
規
定
す
る
代
替
軽
自

動
車

（５）
　
既
に
法
附
則
第
五
十
七
条
第
二
項
の
規
定
の

適
用
を
受
け
た
同
項
に
規
定
す
る
代
替
軽
自

動
車

（６）
　
既
に
法
附
則
第
五
十
七
条
第
三
項
の
規
定
の

適
用
を
受
け
た
同
項
に
規
定
す
る
他
の
三
輪
以

上
の
軽
自
動
車

（７）
　
既
に
元
年
十
月
旧
法
附
則
第
五
十
二
条
第
一

項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
同
項
に
規
定
す
る

代
替
自
動
車

（８）
　
既
に
元
年
十
月
旧
法
附
則
第
五
十
二
条
第
二

項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
同
項
に
規
定
す
る

代
替
自
動
車

（９）
　
既
に
元
年
十
月
旧
法
附
則
第
五
十
二
条
第
三

項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
同
項
に
規
定
す
る

他
の
自
動
車

（１０）
　
既
に
平
成
二
十
四
年
改
正
前
の
地
方
税
法
附

則
第
五
十
二
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け

た
同
項
に
規
定
す
る
代
替
自
動
車

（１１）
　
平
成
二
十
四
年
改
正
前
の
地
方
税
法
附
則
第

五
十
二
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
同

項
に
規
定
す
る
他
の
自
動
車

ニ
　
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
申

請
軽
自
動
車
が
被
災
自
動
車
等
に
代
わ
る
も
の
と

認
め
る
に
際
し
、
法
附
則
第
五
十
八
条
第
一
項
に

規
定
す
る
市
町
村
長
が
必
要
と
認
め
る
事
項

二
　
申
請
軽
自
動
車
に
つ
い
て
法
附
則
第
五
十
八
条
第

一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
こ
と
を
道
府
県
知
事

が
証
す
る
書
類
又
は
道
路
運
送
車
両
法
第
二
十
二
条

第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
事
項
等
証
明
書
（
第
四
項

第
二
号
ニ
に
お
い
て
「
登
録
事
項
等
証
明
書
」
と
い

う
。
）
若
し
く
は
同
法
第
七
十
二
条
の
三
に
規
定
す

る
軽
自
動
車
検
査
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事

項
を
証
明
し
た
書
面
（
第
四
項
第
二
号
に
お
い
て

「
軽
自
動
車
検
査
記
録
事
項
等
証
明
書
」
と
い
う
。
）

で
あ
つ
て
滅
失
し
、
又
は
損
壊
し
た
自
動
車
等
が
被

災
自
動
車
等
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
も
の

三
　
前
号
に
規
定
す
る
書
類
を
や
む
を
得
な
い
理
由
に

よ
り
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
滅
失

し
、
若
し
く
は
損
壊
し
た
自
動
車
等
が
被
災
自
動
車

等
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
当
該
自
動
車
等
が
滅
失

し
、
若
し
く
は
損
壊
し
た
場
所
の
所
在
地
若
し
く
は

当
該
自
動
車
等
の
主
た
る
定
置
場
所
在
地
の
道
府
県

知
事
若
し
く
は
市
町
村
長
が
証
す
る
書
類
、
被
災
自

動
車
等
の
所
有
者
が
法
第
四
百
六
十
三
条
の
十
九
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
同
項
に
規
定
す
る
申
告
書
若
し
く
は
報
告
書
（
当

該
所
有
者
が
被
災
自
動
車
等
の
所
有
者
で
な
く
な
つ

た
旨
の
記
載
が
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
提
出
し
た

際
に
交
付
さ
れ
る
受
付
書
又
は
被
災
自
動
車
等
の
主

た
る
定
置
場
所
在
地
の
市
町
村
長
が
当
該
所
有
者
が

被
災
自
動
車
等
の
所
有
者
で
な
く
な
つ
た
こ
と
に
つ

い
て
証
す
る
書
類

四
　
政
令
附
則
第
三
十
四
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三

号
に
掲
げ
る
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
相
続
人

等
」
と
い
う
。
）
が
、
法
附
則
第
五
十
八
条
第
一
項

の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
第

二
号
の
道
府
県
知
事
が
証
す
る
書
類
を
提
出
す
る
場

合
を
除
き
、
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
戸
籍

の
謄
本
又
は
法
人
に
係
る
登
記
事
項
証
明
書
そ
の
他

の
そ
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
相
続
人
等
に

該
当
す
る
旨
を
証
す
る
書
類

２
　
政
令
附
則
第
三
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
が
法

附
則
第
五
十
八
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う

と
す
る
場
合
に
お
け
る
政
令
附
則
第
三
十
五
条
第
九
項

に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ

る
書
類
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

イ
　
被
災
二
輪
自
動
車
等
（
法
附
則
第
五
十
八
条
第

二
項
に
規
定
す
る
被
災
二
輪
自
動
車
等
を
い
う
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
所
有
者
（
法

第
四
百
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に

は
、
同
項
に
規
定
す
る
買
主
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は

本
店
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に

当
該
被
災
二
輪
自
動
車
等
の
車
両
番
号
又
は
標
識

番
号
及
び
主
た
る
定
置
場

ロ
　
法
附
則
第
五
十
八
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を

受
け
よ
う
と
す
る
同
項
に
規
定
す
る
二
輪
自
動
車

等
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
申
請
二
輪
自
動
車

等
」
と
い
う
。
）
の
所
有
者
の
氏
名
又
は
名
称
、

住
所
又
は
本
店
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在

地
及
び
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
並
び
に
当
該
申

請
二
輪
自
動
車
等
の
車
両
番
号
又
は
標
識
番
号
、

車
台
番
号
、
種
別
及
び
主
た
る
定
置
場

ハ
　
当
該
被
災
二
輪
自
動
車
等
の
所
有
者
に
つ
き
、

既
に
法
附
則
第
五
十
八
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用

を
受
け
た
被
災
二
輪
自
動
車
等
に
代
わ
る
も
の
と

市
町
村
長
が
認
め
る
同
項
に
規
定
す
る
二
輪
自
動

車
等
、
同
条
第
六
項
（
平
成
二
十
四
年
改
正
法
附

則
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
ハ
及
び
第
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五
項
第
一
号
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
の
適

用
を
受
け
た
法
附
則
第
五
十
八
条
第
六
項
に
規
定

す
る
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
二
輪
自
動
車
等
に

代
わ
る
も
の
と
市
町
村
長
が
認
め
る
二
輪
自
動
車

等
若
し
く
は
同
条
第
七
項
（
平
成
二
十
四
年
改
正

法
附
則
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
ハ
及

び
第
五
項
第
一
号
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定

の
適
用
を
受
け
た
法
附
則
第
五
十
八
条
第
七
項
に

規
定
す
る
他
の
二
輪
自
動
車
等
又
は
平
成
二
十
四

年
改
正
前
の
地
方
税
法
附
則
第
五
十
七
条
第
六
項

（
地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
又
は
平
成
二
十

四
年
改
正
法
附
則
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を

含
む
。
以
下
こ
の
ハ
及
び
第
五
項
第
一
号
ハ
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
平
成
二

十
四
年
改
正
前
の
地
方
税
法
附
則
第
五
十
七
条
第

六
項
に
規
定
す
る
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
二
輪

自
動
車
等
に
代
わ
る
も
の
と
市
町
村
長
が
認
め
る

二
輪
自
動
車
等
若
し
く
は
同
条
第
七
項
（
地
方
税

法
等
改
正
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
又
は
平
成
二
十
四
年
改
正

法
附
則
第
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
以

下
こ
の
ハ
及
び
第
五
項
第
一
号
ハ
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
平
成
二
十
四
年

改
正
前
の
地
方
税
法
附
則
第
五
十
七
条
第
七
項
に

規
定
す
る
他
の
二
輪
自
動
車
等
が
あ
る
場
合
に
は

そ
の
台
数
、
車
両
番
号
又
は
標
識
番
号
及
び
車
台

番
号

ニ
　
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
申

請
二
輪
自
動
車
等
が
被
災
二
輪
自
動
車
等
に
代
わ

る
も
の
と
認
め
る
に
際
し
、
法
附
則
第
五
十
八
条

第
二
項
に
規
定
す
る
市
町
村
長
が
必
要
と
認
め
る

事
項

二
　
被
災
二
輪
自
動
車
等
が
二
輪
の
小
型
自
動
車
の
場

合
に
は
、
道
路
運
送
車
両
法
第
七
十
二
条
の
三
に
規

定
す
る
二
輪
自
動
車
検
査
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
て

い
る
事
項
を
証
明
し
た
書
面
（
第
五
項
第
三
号
に
お

い
て
「
二
輪
自
動
車
検
査
記
録
事
項
等
証
明
書
」
と

い
う
。
）
で
あ
つ
て
滅
失
し
、
又
は
損
壊
し
た
二
輪

の
小
型
自
動
車
が
被
災
二
輪
自
動
車
等
で
あ
る
こ
と

を
証
す
る
も
の

三
　
前
号
に
規
定
す
る
書
類
を
や
む
を
得
な
い
理
由
に

よ
り
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
又
は
被
災
二

輪
自
動
車
等
が
原
動
機
付
自
転
車
及
び
軽
自
動
車

（
二
輪
の
も
の
に
限
る
。
）
の
場
合
に
は
、
滅
失
し
、

若
し
く
は
損
壊
し
た
法
附
則
第
五
十
八
条
第
二
項
に

規
定
す
る
二
輪
自
動
車
等
が
被
災
二
輪
自
動
車
等
で

あ
る
こ
と
に
つ
い
て
当
該
二
輪
自
動
車
等
が
滅
失

し
、
若
し
く
は
損
壊
し
た
場
所
の
所
在
地
若
し
く
は

当
該
二
輪
自
動
車
等
の
主
た
る
定
置
場
所
在
地
の
市

町
村
長
が
証
す
る
書
類
、
被
災
二
輪
自
動
車
等
の
所

有
者
が
法
第
四
百
六
十
三
条
の
十
九
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
同
項
に
規

定
す
る
申
告
書
若
し
く
は
報
告
書
（
当
該
所
有
者
が

被
災
二
輪
自
動
車
等
の
所
有
者
で
な
く
な
つ
た
旨
の

記
載
が
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
提
出
し
た
際
に
交

付
さ
れ
る
受
付
書
又
は
被
災
二
輪
自
動
車
等
の
主
た

る
定
置
場
所
在
地
の
市
町
村
長
が
当
該
所
有
者
が
被

災
二
輪
自
動
車
等
の
所
有
者
で
な
く
な
つ
た
こ
と
に

つ
い
て
証
す
る
書
類

四
　
政
令
附
則
第
三
十
五
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三

号
に
掲
げ
る
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
相
続
人

等
」
と
い
う
。
）
が
、
法
附
則
第
五
十
八
条
第
二
項

の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
前

三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
戸
籍
の
謄
本
又
は
法

人
に
係
る
登
記
事
項
証
明
書
そ
の
他
の
そ
の
適
用
を

受
け
よ
う
と
す
る
者
が
相
続
人
等
に
該
当
す
る
旨
を

証
す
る
書
類

３
　
政
令
附
則
第
三
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
者
が
法

附
則
第
五
十
八
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う

と
す
る
場
合
に
お
け
る
政
令
附
則
第
三
十
五
条
第
九
項

に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ

る
書
類
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

イ
　
被
災
小
型
特
殊
自
動
車
（
法
附
則
第
五
十
八
条

第
三
項
に
規
定
す
る
被
災
小
型
特
殊
自
動
車
を
い

う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
所
有
者

（
法
第
四
百
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合

に
は
、
同
項
に
規
定
す
る
買
主
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又

は
本
店
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び

に
当
該
被
災
小
型
特
殊
自
動
車
の
標
識
番
号
及
び

主
た
る
定
置
場

ロ
　
法
附
則
第
五
十
八
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を

受
け
よ
う
と
す
る
小
型
特
殊
自
動
車
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
申
請
小
型
特
殊
自
動
車
」
と
い

う
。
）
の
所
有
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
又
は

本
店
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
個

人
番
号
又
は
法
人
番
号
並
び
に
当
該
申
請
小
型
特

殊
自
動
車
の
標
識
番
号
、
車
台
番
号
、
種
別
及
び

主
た
る
定
置
場

ハ
　
当
該
被
災
小
型
特
殊
自
動
車
の
所
有
者
に
つ

き
、
既
に
法
附
則
第
五
十
八
条
第
三
項
の
規
定
の

適
用
を
受
け
た
被
災
小
型
特
殊
自
動
車
に
代
わ
る

も
の
と
市
町
村
長
が
認
め
る
小
型
特
殊
自
動
車
、

同
条
第
八
項
（
平
成
二
十
四
年
改
正
法
附
則
第
十

五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ

れ
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
ハ
及
び
第
六
項
第

一
号
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
の
適
用
を
受

け
た
法
附
則
第
五
十
八
条
第
八
項
に
規
定
す
る
対

象
区
域
内
用
途
廃
止
等
小
型
特
殊
自
動
車
に
代
わ

る
も
の
と
市
町
村
長
が
認
め
る
小
型
特
殊
自
動
車

若
し
く
は
同
条
第
九
項
（
平
成
二
十
四
年
改
正
法

附
則
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
ハ
及
び

第
六
項
第
一
号
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
の

適
用
を
受
け
た
法
附
則
第
五
十
八
条
第
九
項
に
規

定
す
る
他
の
小
型
特
殊
自
動
車
又
は
平
成
二
十
四

年
改
正
前
の
地
方
税
法
附
則
第
五
十
七
条
第
八
項

（
地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
又
は
平
成
二
十

四
年
改
正
法
附
則
第
十
二
条
第
五
項
の
規
定
に
よ

り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を

含
む
。
以
下
こ
の
ハ
及
び
第
六
項
第
一
号
ハ
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
平
成
二

十
四
年
改
正
前
の
地
方
税
法
附
則
第
五
十
七
条
第

八
項
に
規
定
す
る
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
小
型

特
殊
自
動
車
に
代
わ
る
も
の
と
市
町
村
長
が
認
め

る
小
型
特
殊
自
動
車
若
し
く
は
同
条
第
九
項
（
地

方
税
法
等
改
正
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
又
は
平
成
二
十
四
年

改
正
法
附
則
第
十
二
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含

む
。
以
下
こ
の
ハ
及
び
第
六
項
第
一
号
ハ
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
平
成
二
十

四
年
改
正
前
の
地
方
税
法
附
則
第
五
十
七
条
第
九

項
に
規
定
す
る
他
の
小
型
特
殊
自
動
車
が
あ
る
場

合
に
は
そ
の
台
数
、
標
識
番
号
及
び
車
台
番
号

ニ
　
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
申

請
小
型
特
殊
自
動
車
が
被
災
小
型
特
殊
自
動
車
に

代
わ
る
も
の
と
認
め
る
に
際
し
、
法
附
則
第
五
十

八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
市
町
村
長
が
必
要
と
認

め
る
事
項

二
　
滅
失
し
、
若
し
く
は
損
壊
し
た
小
型
特
殊
自
動
車

が
被
災
小
型
特
殊
自
動
車
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
当

該
小
型
特
殊
自
動
車
が
滅
失
し
、
若
し
く
は
損
壊
し

た
場
所
の
所
在
地
若
し
く
は
当
該
小
型
特
殊
自
動
車

の
主
た
る
定
置
場
所
在
地
の
市
町
村
長
が
証
す
る
書

類
、
被
災
小
型
特
殊
自
動
車
の
所
有
者
が
法
第
四
百

六
十
三
条
の
十
九
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
条
例
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
申
告
書
若

し
く
は
報
告
書
（
当
該
所
有
者
が
被
災
小
型
特
殊
自

動
車
の
所
有
者
で
な
く
な
つ
た
旨
の
記
載
が
あ
る
も

の
に
限
る
。
）
を
提
出
し
た
際
に
交
付
さ
れ
る
受
付

書
又
は
被
災
小
型
特
殊
自
動
車
の
主
た
る
定
置
場
所

在
地
の
市
町
村
長
が
当
該
所
有
者
が
被
災
小
型
特
殊

自
動
車
の
所
有
者
で
な
く
な
つ
た
こ
と
に
つ
い
て
証

す
る
書
類

三
　
政
令
附
則
第
三
十
五
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三

号
に
掲
げ
る
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
相
続
人

等
」
と
い
う
。
）
が
、
法
附
則
第
五
十
八
条
第
三
項

の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
前

二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
戸
籍
の
謄
本
又
は
法

人
に
係
る
登
記
事
項
証
明
書
そ
の
他
の
そ
の
適
用
を

受
け
よ
う
と
す
る
者
が
相
続
人
等
に
該
当
す
る
旨
を

証
す
る
書
類

４
　
政
令
附
則
第
三
十
四
条
第
三
項
又
は
第
四
項
に
規
定

す
る
者
が
法
附
則
第
五
十
八
条
第
四
項
又
は
第
五
項
の

規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
政
令

附
則
第
三
十
五
条
第
九
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定

め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

イ
　
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
等
の
法
附
則

第
五
十
七
条
第
二
項
各
号
又
は
第
三
項
に
規
定
す

る
自
動
車
等
持
出
困
難
区
域
を
指
定
す
る
旨
の
公

示
が
あ
つ
た
日
に
お
け
る
所
有
者
（
法
第
四
百
四

十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
同
項
に

規
定
す
る
買
主
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
本
店
若
し
く
は

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、
当
該
対
象
区
域
内
用

途
廃
止
等
自
動
車
等
の
自
動
車
登
録
番
号
又
は
車

両
番
号
、
車
台
番
号
及
び
主
た
る
定
置
場
並
び
に

当
該
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
等
が
営
業

用
又
は
自
家
用
の
い
ず
れ
で
あ
る
か
の
別

ロ
　
法
附
則
第
五
十
八
条
第
四
項
又
は
第
五
項
の
規

定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
軽
自
動
車
（
二
輪

の
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
申
請

軽
自
動
車
」
と
い
う
。
）
の
所
有
者
の
氏
名
又
は

名
称
、
住
所
又
は
本
店
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所

の
所
在
地
及
び
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
、
当
該

申
請
軽
自
動
車
の
車
両
番
号
、
車
台
番
号
、
種
別

及
び
主
た
る
定
置
場
並
び
に
当
該
申
請
軽
自
動
車

が
営
業
用
又
は
自
家
用
の
い
ず
れ
で
あ
る
か
の
別

ハ
　
当
該
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
等
の
所

有
者
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る
自
動
車
等
が
あ
る
場
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合
に
は
、
そ
の
台
数
、
自
動
車
登
録
番
号
又
は
車

両
番
号
及
び
車
台
番
号

（１）
　
既
に
法
附
則
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規

定
の
適
用
を
受
け
た
同
項
に
規
定
す
る
代
替
自

動
車

（２）
　
既
に
法
附
則
第
五
十
三
条
の
二
第
二
項
の
規

定
の
適
用
を
受
け
た
同
項
に
規
定
す
る
代
替
自

動
車

（３）
　
既
に
法
附
則
第
五
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規

定
の
適
用
を
受
け
た
同
項
に
規
定
す
る
他
の
自

動
車

（４）
　
既
に
法
附
則
第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
の

適
用
を
受
け
た
同
項
に
規
定
す
る
代
替
軽
自

動
車

（５）
　
既
に
法
附
則
第
五
十
七
条
第
二
項
の
規
定
の

適
用
を
受
け
た
同
項
に
規
定
す
る
代
替
軽
自

動
車

（６）
　
既
に
法
附
則
第
五
十
七
条
第
三
項
の
規
定
の

適
用
を
受
け
た
同
項
に
規
定
す
る
他
の
三
輪
以

上
の
軽
自
動
車

（７）
　
既
に
元
年
十
月
旧
法
附
則
第
五
十
二
条
第
一

項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
同
項
に
規
定
す
る

代
替
自
動
車

（８）
　
既
に
元
年
十
月
旧
法
附
則
第
五
十
二
条
第
二

項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
同
項
に
規
定
す
る

代
替
自
動
車

（９）
　
既
に
元
年
十
月
旧
法
附
則
第
五
十
二
条
第
三

項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
同
項
に
規
定
す
る

他
の
自
動
車

（１０）
　
既
に
平
成
二
十
四
年
改
正
前
の
地
方
税
法
附

則
第
五
十
二
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け

た
同
項
に
規
定
す
る
代
替
自
動
車

（１１）
　
平
成
二
十
四
年
改
正
前
の
地
方
税
法
附
則
第

五
十
二
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
同

項
に
規
定
す
る
他
の
自
動
車

ニ
　
当
該
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
等
の
法

附
則
第
五
十
七
条
第
二
項
各
号
又
は
第
三
項
に
規

定
す
る
自
動
車
等
持
出
困
難
区
域
を
指
定
す
る
旨

の
公
示
が
あ
つ
た
日
に
お
け
る
所
在
地

ホ
　
当
該
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
等
が
法

附
則
第
五
十
七
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
自
動

車
等
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
同
号
に
規
定
す
る

自
動
車
等
持
出
困
難
区
域
の
指
定
を
解
除
す
る
旨

の
公
示
が
あ
つ
た
日

ヘ
　
当
該
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
等
が
法

附
則
第
五
十
七
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
自
動

車
等
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
同
号
に
規
定
す
る

移
動
さ
せ
た
日

ト
　
当
該
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
等
の
用

途
を
廃
止
し
、
法
附
則
第
五
十
七
条
第
二
項
第
二

号
イ
若
し
く
は
第
三
号
イ
に
規
定
す
る
引
取
業
者

に
引
き
渡
し
、
又
は
解
体
し
た
日

チ
　
イ
か
ら
ト
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
申

請
軽
自
動
車
が
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車

等
に
代
わ
る
も
の
と
認
め
る
に
際
し
、
法
附
則
第

五
十
八
条
第
四
項
又
は
第
五
項
に
規
定
す
る
市
町

村
長
が
必
要
と
認
め
る
事
項

二
　
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
書
類

イ
　
申
請
軽
自
動
車
に
つ
い
て
法
附
則
第
五
十
七
条

第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
こ

と
を
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
道
府
県
知
事
が

証
す
る
書
類

ロ
　
政
令
附
則
第
三
十
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す

る
主
た
る
定
置
場
所
在
の
道
府
県
の
知
事
が
法
附

則
第
五
十
四
条
第
七
項
に
規
定
す
る
対
象
区
域
内

自
動
車
等
が
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
等

に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

ハ
　
政
令
附
則
第
三
十
五
条
第
十
項
に
規
定
す
る
主

た
る
定
置
場
所
在
の
市
町
村
の
長
が
法
附
則
第
五

十
八
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
対
象
区
域
内
自
動

車
等
が
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
等
に
該

当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

ニ
　
次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
次
に
定
め

る
書
類

（１）
　
当
該
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
等
が

法
附
則
第
五
十
七
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る

自
動
車
等
（
用
途
を
廃
止
し
た
も
の
を
除
く
。
）

に
該
当
す
る
場
合
　
登
録
事
項
等
証
明
書
で
あ

つ
て
解
体
し
た
自
動
車
等
が
対
象
区
域
内
用
途

廃
止
等
自
動
車
等
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た

こ
と
を
証
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

「
解
体
登
録
事
項
等
証
明
書
」
と
い
う
。
）
又
は

軽
自
動
車
検
査
記
録
事
項
等
証
明
書
で
あ
つ
て

解
体
し
た
自
動
車
等
が
対
象
区
域
内
用
途
廃
止

等
自
動
車
等
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
こ
と

を
証
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
号
及
び
第
七
項
に

お
い
て
「
解
体
軽
自
動
車
検
査
記
録
事
項
等
証

明
書
」
と
い
う
。
）
及
び
当
該
自
動
車
等
を
法

附
則
第
五
十
三
条
の
二
第
二
項
第
二
号
イ
に
規

定
す
る
引
取
業
者
に
引
き
渡
し
た
こ
と
を
証
す

る
書
類
又
は
当
該
自
動
車
等
を
解
体
し
た
こ
と

を
証
す
る
書
類

（２）
　
当
該
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
等
が

法
附
則
第
五
十
七
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る

自
動
車
等
（
用
途
を
廃
止
し
た
も
の
に
限
る
。
）

に
該
当
す
る
場
合
　
登
録
事
項
等
証
明
書
で
あ

つ
て
用
途
を
廃
止
し
た
自
動
車
等
が
対
象
区
域

内
用
途
廃
止
等
自
動
車
等
に
該
当
す
る
こ
と
と

な
つ
た
こ
と
を
証
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
号
に

お
い
て
「
用
途
廃
止
登
録
事
項
等
証
明
書
」
と

い
う
。
）
及
び
同
号
に
規
定
す
る
移
動
さ
せ
た

日
を
証
す
る
書
類
（
当
該
移
動
さ
せ
た
日
を
証

す
る
書
類
を
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
提
出

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
当
該
移
動

さ
せ
た
日
を
確
認
す
る
た
め
法
附
則
第
五
十
八

条
第
四
項
又
は
第
五
項
に
規
定
す
る
市
町
村
長

が
適
当
と
認
め
る
書
類
）
（
以
下
こ
の
号
に
お

い
て
「
持
出
日
証
明
書
類
」
と
い
う
。
）
又
は

軽
自
動
車
検
査
記
録
事
項
等
証
明
書
で
あ
つ
て

用
途
を
廃
止
し
た
自
動
車
等
が
対
象
区
域
内
用

途
廃
止
等
自
動
車
等
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ

た
こ
と
を
証
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
号
及
び
第

七
項
に
お
い
て
「
用
途
廃
止
軽
自
動
車
検
査
記

録
事
項
等
証
明
書
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
用
途

を
廃
止
し
た
日
の
記
載
が
さ
れ
て
い
る
も
の
及

び
持
出
日
証
明
書
類

（３）
　
当
該
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
等
が

法
附
則
第
五
十
七
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る

自
動
車
等
（
用
途
を
廃
止
し
た
も
の
を
除
く
。
）

に
該
当
す
る
場
合
　
解
体
登
録
事
項
等
証
明
書

又
は
解
体
軽
自
動
車
検
査
記
録
事
項
等
証
明

書
、
持
出
日
証
明
書
類
及
び
当
該
自
動
車
等
を

同
号
イ
に
規
定
す
る
引
取
業
者
に
引
き
渡
し
た

こ
と
を
証
す
る
書
類
又
は
当
該
自
動
車
等
を
解

体
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

（４）
　
（
１
）
か
ら
（
３
）
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
以

外
の
場
合
　
用
途
廃
止
登
録
事
項
等
証
明
書
又

は
用
途
廃
止
軽
自
動
車
検
査
記
録
事
項
等
証
明

書
の
う
ち
用
途
を
廃
止
し
た
日
の
記
載
が
さ
れ

て
い
る
も
の

三
　
政
令
附
則
第
三
十
四
条
第
三
項
第
二
号
及
び
第
三

号
又
は
第
四
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
者

（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
相
続
人
等
」
と
い
う
。
）

が
、
法
附
則
第
五
十
八
条
第
四
項
又
は
第
五
項
の
規

定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
前
二
号

に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
戸
籍
の
謄
本
又
は
法
人
に

係
る
登
記
事
項
証
明
書
そ
の
他
の
そ
の
適
用
を
受
け

よ
う
と
す
る
者
が
相
続
人
等
に
該
当
す
る
旨
を
証
す

る
書
類

５
　
政
令
附
則
第
三
十
五
条
第
四
項
又
は
第
五
項
に
規
定

す
る
者
が
法
附
則
第
五
十
八
条
第
六
項
又
は
第
七
項
の

規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
政
令

附
則
第
三
十
五
条
第
九
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定

め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

イ
　
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
二
輪
自
動
車
等
（
法

附
則
第
五
十
八
条
第
六
項
に
規
定
す
る
対
象
区
域

内
用
途
廃
止
等
二
輪
自
動
車
等
を
い
う
。
以
下
こ

の
項
及
び
第
八
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
同
条
第

六
項
各
号
又
は
第
七
項
に
規
定
す
る
自
動
車
等
持

出
困
難
区
域
を
指
定
す
る
旨
の
公
示
が
あ
つ
た
日

に
お
け
る
所
有
者
（
法
第
四
百
四
十
四
条
第
一
項

に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
同
項
に
規
定
す
る
買

主
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
氏
名
又

は
名
称
及
び
住
所
又
は
本
店
若
し
く
は
主
た
る
事

務
所
の
所
在
地
並
び
に
当
該
対
象
区
域
内
用
途
廃

止
等
二
輪
自
動
車
等
の
車
両
番
号
又
は
標
識
番

号
、
車
台
番
号
及
び
主
た
る
定
置
場
（
当
該
対
象

区
域
内
用
途
廃
止
等
二
輪
自
動
車
等
が
原
動
機
付

自
転
車
又
は
軽
自
動
車
（
二
輪
の
も
の
に
限
る
。
）

で
あ
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
対
象
区
域
内
用
途
廃

止
等
二
輪
自
動
車
等
の
車
両
番
号
又
は
標
識
番
号

及
び
主
た
る
定
置
場
）

ロ
　
法
附
則
第
五
十
八
条
第
六
項
又
は
第
七
項
の
規

定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
こ
れ
ら
の
規
定
に

規
定
す
る
二
輪
自
動
車
等
（
以
下
こ
の
号
に
お
い

て
「
申
請
二
輪
自
動
車
等
」
と
い
う
。
）
の
所
有

者
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
又
は
本
店
若
し
く
は

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
個
人
番
号
又
は
法

人
番
号
並
び
に
当
該
申
請
二
輪
自
動
車
等
の
車
両

番
号
又
は
標
識
番
号
、
車
台
番
号
、
種
別
及
び
主

た
る
定
置
場

ハ
　
当
該
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
二
輪
自
動
車
等

の
所
有
者
に
つ
き
、
既
に
法
附
則
第
五
十
八
条
第

二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
同
項
に
規
定
す
る

被
災
二
輪
自
動
車
等
に
代
わ
る
も
の
と
市
町
村
長

が
認
め
る
二
輪
自
動
車
等
、
同
条
第
六
項
の
規
定

の
適
用
を
受
け
た
同
項
に
規
定
す
る
対
象
区
域
内

用
途
廃
止
等
二
輪
自
動
車
等
に
代
わ
る
も
の
と
市

町
村
長
が
認
め
る
二
輪
自
動
車
等
若
し
く
は
同
条

第
七
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
同
項
に
規
定
す

る
他
の
二
輪
自
動
車
等
又
は
平
成
二
十
四
年
改
正

前
の
地
方
税
法
附
則
第
五
十
七
条
第
六
項
の
規
定
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の
適
用
を
受
け
た
同
項
に
規
定
す
る
対
象
区
域
内

用
途
廃
止
等
二
輪
自
動
車
等
に
代
わ
る
も
の
と
市

町
村
長
が
認
め
る
二
輪
自
動
車
等
若
し
く
は
同
条

第
七
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
同
項
に
規
定
す

る
他
の
二
輪
自
動
車
等
が
あ
る
場
合
に
は
そ
の
台

数
、
車
両
番
号
又
は
標
識
番
号
及
び
車
台
番
号

ニ
　
当
該
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
二
輪
自
動
車
等

の
法
附
則
第
五
十
八
条
第
六
項
各
号
又
は
第
七
項

に
規
定
す
る
自
動
車
持
出
困
難
区
域
を
指
定
す
る

旨
の
公
示
が
あ
つ
た
日
に
お
け
る
所
在
地

ホ
　
当
該
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
二
輪
自
動
車
等

が
法
附
則
第
五
十
八
条
第
六
項
第
二
号
に
掲
げ
る

二
輪
自
動
車
等
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
同
号
に

規
定
す
る
自
動
車
等
持
出
困
難
区
域
の
指
定
を
解

除
す
る
旨
の
公
示
が
あ
つ
た
日

ヘ
　
当
該
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
二
輪
自
動
車
等

が
法
附
則
第
五
十
八
条
第
六
項
第
三
号
に
掲
げ
る

二
輪
自
動
車
等
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
同
号
に

規
定
す
る
移
動
さ
せ
た
日

ト
　
当
該
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
二
輪
自
動
車
等

の
用
途
を
廃
止
し
、
又
は
解
体
し
た
日

チ
　
イ
か
ら
ト
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
申

請
二
輪
自
動
車
等
が
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
二

輪
自
動
車
等
に
代
わ
る
も
の
と
認
め
る
に
際
し
、

法
附
則
第
五
十
八
条
第
六
項
又
は
第
七
項
に
規
定

す
る
市
町
村
長
が
必
要
と
認
め
る
事
項

二
　
原
動
機
付
自
転
車
及
び
軽
自
動
車
（
二
輪
の
も
の

に
限
る
。
）
に
つ
い
て
法
附
則
第
五
十
八
条
第
六
項

又
は
第
七
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場

合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
次
に

定
め
る
書
類

イ
　
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
二
輪
自
動
車
等
が
法

附
則
第
五
十
八
条
第
六
項
第
一
号
に
掲
げ
る
二
輪

自
動
車
等
に
該
当
す
る
場
合
　
政
令
附
則
第
三
十

五
条
第
十
項
に
規
定
す
る
主
た
る
定
置
場
所
在
の

市
町
村
の
長
が
法
附
則
第
五
十
八
条
第
十
三
項
に

規
定
す
る
対
象
区
域
内
二
輪
自
動
車
等
が
対
象
区

域
内
用
途
廃
止
等
二
輪
自
動
車
等
に
該
当
す
る
こ

と
と
な
つ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
二
輪
自
動

車
等
証
明
書
」
と
い
う
。
）
又
は
対
象
区
域
内
用

途
廃
止
等
二
輪
自
動
車
等
に
つ
い
て
用
途
を
廃
止

し
た
日
以
後
再
使
用
及
び
譲
渡
し
な
い
こ
と
を
約

す
る
書
面
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
誓
約
書
」

と
い
う
。
）

ロ
　
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
二
輪
自
動
車
等
が
法

附
則
第
五
十
八
条
第
六
項
第
二
号
に
掲
げ
る
二
輪

自
動
車
等
に
該
当
す
る
場
合
　
次
に
掲
げ
る
場
合

の
区
分
に
応
じ
、
次
に
定
め
る
書
類

（１）
　
当
該
二
輪
自
動
車
等
の
用
途
を
廃
止
し
た
場

合
　
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
二
輪
自
動
車
等

証
明
書
又
は
誓
約
書

（２）
　
当
該
二
輪
自
動
車
等
を
解
体
し
た
場
合
　
対

象
区
域
内
用
途
廃
止
等
二
輪
自
動
車
等
証
明
書

又
は
当
該
二
輪
自
動
車
等
を
解
体
し
た
こ
と
を

証
す
る
書
類

ハ
　
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
二
輪
自
動
車
等
が
法

附
則
第
五
十
八
条
第
六
項
第
三
号
に
掲
げ
る
二
輪

自
動
車
等
に
該
当
す
る
場
合
　
次
に
掲
げ
る
場
合

の
区
分
に
応
じ
、
次
に
定
め
る
書
類

（１）
　
当
該
二
輪
自
動
車
等
の
用
途
を
廃
止
し
た
場

合
　
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
二
輪
自
動
車
等

証
明
書
又
は
誓
約
書
及
び
法
附
則
第
五
十
八
条

第
六
項
第
三
号
に
規
定
す
る
移
動
さ
せ
た
日
を

証
す
る
書
類
（
当
該
移
動
さ
せ
た
日
を
証
す
る

書
類
を
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
提
出
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
当
該
移
動
さ
せ

た
日
を
確
認
す
る
た
め
同
項
又
は
同
条
第
七
項

に
規
定
す
る
市
町
村
長
が
適
当
と
認
め
る
書

類
）
（
以
下
（
２
）
及
び
第
三
号
ハ
に
お
い
て

「
持
出
日
証
明
書
類
」
と
い
う
。
）

（２）
　
当
該
二
輪
自
動
車
等
を
解
体
し
た
場
合
　
対

象
区
域
内
用
途
廃
止
等
二
輪
自
動
車
等
証
明
書

又
は
当
該
二
輪
自
動
車
等
を
解
体
し
た
こ
と
を

証
す
る
書
類
及
び
持
出
日
証
明
書
類

三
　
二
輪
の
小
型
自
動
車
に
つ
い
て
法
附
則
第
五
十
八

条
第
六
項
又
は
第
七
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う

と
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応

じ
、
次
に
定
め
る
書
類

イ
　
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
二
輪
自
動
車
等
が
法

附
則
第
五
十
八
条
第
六
項
第
一
号
に
掲
げ
る
二
輪

自
動
車
等
に
該
当
す
る
場
合
　
対
象
区
域
内
用
途

廃
止
等
二
輪
自
動
車
等
証
明
書
又
は
二
輪
自
動
車

検
査
記
録
事
項
等
証
明
書
で
あ
つ
て
用
途
を
廃
止

し
た
二
輪
の
小
型
自
動
車
が
対
象
区
域
内
用
途
廃

止
等
二
輪
自
動
車
等
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た

こ
と
を
証
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
号
及
び
第
八
項

第
三
号
に
お
い
て
「
用
途
廃
止
二
輪
自
動
車
検
査

記
録
事
項
等
証
明
書
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
用
途

を
廃
止
し
た
日
の
記
載
が
さ
れ
て
い
る
も
の

ロ
　
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
二
輪
自
動
車
等
が
法

附
則
第
五
十
八
条
第
六
項
第
二
号
に
掲
げ
る
二
輪

自
動
車
等
に
該
当
す
る
場
合
　
次
に
掲
げ
る
場
合

の
区
分
に
応
じ
、
次
に
定
め
る
書
類

（１）
　
当
該
二
輪
自
動
車
等
の
用
途
を
廃
止
し
た
場

合
　
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
二
輪
自
動
車
等

証
明
書
又
は
用
途
廃
止
二
輪
自
動
車
検
査
記
録

事
項
等
証
明
書
の
う
ち
用
途
を
廃
止
し
た
日
の

記
載
が
さ
れ
て
い
る
も
の

（２）
　
当
該
二
輪
自
動
車
等
を
解
体
し
た
場
合
　
対

象
区
域
内
用
途
廃
止
等
二
輪
自
動
車
等
証
明
書

又
は
二
輪
自
動
車
検
査
記
録
事
項
等
証
明
書
で

あ
つ
て
解
体
し
た
二
輪
の
小
型
自
動
車
が
対
象

区
域
内
用
途
廃
止
等
二
輪
自
動
車
等
に
該
当
す

る
こ
と
と
な
つ
た
こ
と
を
証
す
る
も
の
（
以
下

こ
の
号
及
び
第
八
項
第
三
号
に
お
い
て
「
解
体

二
輪
自
動
車
検
査
記
録
事
項
等
証
明
書
」
と
い

う
。
）
及
び
当
該
二
輪
自
動
車
等
を
解
体
し
た

こ
と
を
証
す
る
書
類

ハ
　
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
二
輪
自
動
車
等
が
法

附
則
第
五
十
七
条
第
六
項
第
三
号
に
掲
げ
る
二
輪

自
動
車
等
に
該
当
す
る
場
合
　
次
に
掲
げ
る
場
合

の
区
分
に
応
じ
、
次
に
定
め
る
書
類

（１）
　
当
該
二
輪
自
動
車
等
の
用
途
を
廃
止
し
た
場

合
　
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
二
輪
自
動
車
等

証
明
書
又
は
用
途
廃
止
二
輪
自
動
車
検
査
記
録

事
項
等
証
明
書
の
う
ち
用
途
を
廃
止
し
た
日
の

記
載
が
さ
れ
て
い
る
も
の
及
び
持
出
日
証
明

書
類

（２）
　
当
該
二
輪
自
動
車
等
を
解
体
し
た
場
合
　
対

象
区
域
内
用
途
廃
止
等
二
輪
自
動
車
等
証
明
書

又
は
解
体
二
輪
自
動
車
検
査
記
録
事
項
等
証
明

書
、
当
該
二
輪
自
動
車
等
を
解
体
し
た
こ
と
を

証
す
る
書
類
及
び
持
出
日
証
明
書
類

四
　
政
令
附
則
第
三
十
五
条
第
四
項
第
二
号
及
び
第
三

号
又
は
第
五
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
者

（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
相
続
人
等
」
と
い
う
。
）

が
、
法
附
則
第
五
十
八
条
第
六
項
又
は
第
七
項
の
規

定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
前
三
号

に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
戸
籍
の
謄
本
又
は
法
人
に

係
る
登
記
事
項
証
明
書
そ
の
他
の
そ
の
適
用
を
受
け

よ
う
と
す
る
者
が
相
続
人
等
に
該
当
す
る
旨
を
証
す

る
書
類

６
　
政
令
附
則
第
三
十
五
条
第
七
項
又
は
第
八
項
に
規
定

す
る
者
が
法
附
則
第
五
十
八
条
第
八
項
又
は
第
九
項
の

規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
政
令

附
則
第
三
十
五
条
第
九
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定

め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

イ
　
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
小
型
特
殊
自
動
車

（
法
附
則
第
五
十
八
条
第
八
項
に
規
定
す
る
対
象

区
域
内
用
途
廃
止
等
小
型
特
殊
自
動
車
を
い
う
。

以
下
こ
の
項
及
び
第
九
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

同
条
第
八
項
各
号
又
は
第
九
項
に
規
定
す
る
自
動

車
等
持
出
困
難
区
域
を
指
定
す
る
旨
の
公
示
が
あ

つ
た
日
に
お
け
る
所
有
者
（
法
第
四
百
四
十
四
条

第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
同
項
に
規
定
す

る
買
主
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
氏

名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
本
店
若
し
く
は
主
た

る
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
当
該
対
象
区
域
内
用

途
廃
止
等
小
型
特
殊
自
動
車
の
標
識
番
号
並
び
に

主
た
る
定
置
場

ロ
　
法
附
則
第
五
十
八
条
第
八
項
又
は
第
九
項
の
規

定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
小
型
特
殊
自
動
車

（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
申
請
小
型
特
殊
自
動

車
」
と
い
う
。
）
の
所
有
者
の
氏
名
又
は
名
称
、

住
所
又
は
本
店
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在

地
及
び
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
並
び
に
当
該
申

請
小
型
特
殊
自
動
車
の
標
識
番
号
、
車
台
番
号
、

種
別
及
び
主
た
る
定
置
場

ハ
　
当
該
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
小
型
特
殊
自
動

車
の
所
有
者
に
つ
き
、
既
に
法
附
則
第
五
十
八
条

第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
同
項
に
規
定
す

る
被
災
小
型
特
殊
自
動
車
に
代
わ
る
も
の
と
市
町

村
長
が
認
め
る
小
型
特
殊
自
動
車
、
同
条
第
八
項

の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
同
項
に
規
定
す
る
対
象

区
域
内
用
途
廃
止
等
小
型
特
殊
自
動
車
に
代
わ
る

も
の
と
市
町
村
長
が
認
め
る
小
型
特
殊
自
動
車
若

し
く
は
同
条
第
九
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
同

項
に
規
定
す
る
他
の
小
型
特
殊
自
動
車
又
は
平
成

二
十
四
年
改
正
前
の
地
方
税
法
附
則
第
五
十
七
条

第
八
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
同
項
に
規
定
す

る
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
小
型
特
殊
自
動
車
に

代
わ
る
も
の
と
市
町
村
長
が
認
め
る
小
型
特
殊
自

動
車
若
し
く
は
同
条
第
九
項
の
規
定
の
適
用
を
受

け
た
同
項
に
規
定
す
る
他
の
小
型
特
殊
自
動
車
が

あ
る
場
合
に
は
そ
の
台
数
、
標
識
番
号
及
び
車
台

番
号

ニ
　
当
該
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
小
型
特
殊
自
動

車
の
法
附
則
第
五
十
八
条
第
八
項
各
号
又
は
第
九

項
に
規
定
す
る
自
動
車
等
持
出
困
難
区
域
を
指
定

す
る
旨
の
公
示
が
あ
つ
た
日
に
お
け
る
所
在
地

ホ
　
当
該
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
小
型
特
殊
自
動

車
が
法
附
則
第
五
十
八
条
第
八
項
第
二
号
に
掲
げ

る
小
型
特
殊
自
動
車
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
同
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号
に
規
定
す
る
自
動
車
等
持
出
困
難
区
域
の
指
定

を
解
除
す
る
旨
の
公
示
が
あ
つ
た
日

ヘ
　
当
該
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
小
型
特
殊
自
動

車
が
法
附
則
第
五
十
八
条
第
八
項
第
三
号
に
掲
げ

る
小
型
特
殊
自
動
車
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
同

号
に
規
定
す
る
移
動
さ
せ
た
日

ト
　
当
該
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
小
型
特
殊
自
動

車
の
用
途
を
廃
止
し
、
又
は
解
体
し
た
日

チ
　
イ
か
ら
ト
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
申

請
小
型
特
殊
自
動
車
が
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等

小
型
特
殊
自
動
車
に
代
わ
る
も
の
と
認
め
る
に
際

し
、
法
附
則
第
五
十
八
条
第
八
項
又
は
第
九
項
に

規
定
す
る
市
町
村
長
が
必
要
と
認
め
る
事
項

二
　
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
小
型
特
殊
自
動
車
が
法

附
則
第
五
十
八
条
第
八
項
第
一
号
に
掲
げ
る
小
型
特

殊
自
動
車
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
政
令
附
則
第
三

十
五
条
第
十
項
に
規
定
す
る
主
た
る
定
置
場
所
在
の

市
町
村
の
長
が
法
附
則
第
五
十
八
条
第
十
三
項
に
規

定
す
る
対
象
区
域
内
小
型
特
殊
自
動
車
が
対
象
区
域

内
用
途
廃
止
等
小
型
特
殊
自
動
車
に
該
当
す
る
こ
と

と
な
つ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
（
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
小
型
特
殊
自
動
車

証
明
書
」
と
い
う
。
）
又
は
対
象
区
域
内
用
途
廃
止

等
小
型
特
殊
自
動
車
に
つ
い
て
用
途
を
廃
止
し
た
日

以
後
再
使
用
及
び
譲
渡
し
な
い
こ
と
を
約
す
る
書
面

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
誓
約
書
」
と
い
う
。
）

三
　
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
小
型
特
殊
自
動
車
が
法

附
則
第
五
十
八
条
第
八
項
第
二
号
に
掲
げ
る
小
型
特

殊
自
動
車
に
該
当
す
る
場
合
で
、
当
該
小
型
特
殊
自

動
車
の
用
途
を
廃
止
し
た
と
き
に
あ
つ
て
は
対
象
区

域
内
用
途
廃
止
等
小
型
特
殊
自
動
車
証
明
書
又
は
誓

約
書
、
当
該
小
型
特
殊
自
動
車
を
解
体
し
た
と
き
に

あ
つ
て
は
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
小
型
特
殊
自
動

車
証
明
書
又
は
当
該
小
型
特
殊
自
動
車
を
解
体
し
た

こ
と
を
証
す
る
書
類

四
　
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
小
型
特
殊
自
動
車
が
法

附
則
第
五
十
八
条
第
八
項
第
三
号
に
掲
げ
る
小
型
特

殊
自
動
車
に
該
当
す
る
場
合
で
、
当
該
小
型
特
殊
自

動
車
の
用
途
を
廃
止
し
た
と
き
に
あ
つ
て
は
対
象
区

域
内
用
途
廃
止
等
小
型
特
殊
自
動
車
証
明
書
又
は
誓

約
書
及
び
同
号
に
規
定
す
る
移
動
さ
せ
た
日
を
証
す

る
書
類
（
当
該
移
動
さ
せ
た
日
を
証
す
る
書
類
を
や

む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
移
動
さ
せ
た
日
を
確
認

す
る
た
め
同
項
又
は
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
市
町

村
長
が
適
当
と
認
め
る
書
類
）
（
以
下
こ
の
号
に
お

い
て
「
持
出
日
証
明
書
類
」
と
い
う
。
）
、
当
該
小
型

特
殊
自
動
車
を
解
体
し
た
と
き
に
あ
つ
て
は
対
象
区

域
内
用
途
廃
止
等
小
型
特
殊
自
動
車
証
明
書
又
は
当

該
小
型
特
殊
自
動
車
を
解
体
し
た
こ
と
を
証
す
る
書

類
及
び
持
出
日
証
明
書
類

五
　
政
令
附
則
第
三
十
五
条
第
七
項
第
二
号
及
び
第
三

号
又
は
第
八
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
者

（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
相
続
人
等
」
と
い
う
。
）

が
、
法
附
則
第
五
十
八
条
第
八
項
又
は
第
九
項
の
規

定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
戸
籍
の
謄
本
又
は

法
人
に
係
る
登
記
事
項
証
明
書
そ
の
他
の
そ
の
適
用

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
相
続
人
等
に
該
当
す
る
旨

を
証
す
る
書
類

７
　
対
象
区
域
内
軽
自
動
車
等
（
法
附
則
第
五
十
八
条
第

十
三
項
に
規
定
す
る
対
象
区
域
内
軽
自
動
車
等
を
い

う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
軽
自
動

車
（
二
輪
の
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
所
有
者
（
法
第
四
百
四
十
四
条
第
一
項
に
規

定
す
る
場
合
に
は
、
同
項
に
規
定
す
る
買
主
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
当
該
対
象
区
域
内
軽
自
動

車
等
の
主
た
る
定
置
場
所
在
の
市
町
村
の
長
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
政
令
附
則
第
三
十
五
条
第
十
項
に

規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る

書
類
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

イ
　
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
等
（
三
輪
以

上
の
軽
自
動
車
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
所
有
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
又

は
本
店
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び

個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
、
当
該
対
象
区
域
内
用

途
廃
止
等
自
動
車
等
の
車
両
番
号
、
車
台
番
号
及

び
主
た
る
定
置
場
並
び
に
当
該
対
象
区
域
内
用
途

廃
止
等
自
動
車
等
が
営
業
用
又
は
自
家
用
の
い
ず

れ
で
あ
る
か
の
別

ロ
　
当
該
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
等
の
法

附
則
第
五
十
八
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
自
動
車

等
持
出
困
難
区
域
を
指
定
す
る
旨
の
公
示
が
あ
つ

た
日
に
お
け
る
所
在
地

ハ
　
当
該
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
等
が
法

附
則
第
五
十
七
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
自
動

車
等
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
同
号
に
規
定
す
る

自
動
車
等
持
出
困
難
区
域
の
指
定
を
解
除
す
る
旨

の
公
示
が
あ
つ
た
日

ニ
　
当
該
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
等
が
法

附
則
第
五
十
七
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
自
動

車
等
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
同
号
に
規
定
す
る

移
動
さ
せ
た
日

ホ
　
当
該
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
等
の
用

途
を
廃
止
し
、
法
附
則
第
五
十
七
条
第
二
項
第
二

号
イ
若
し
く
は
第
三
号
イ
に
規
定
す
る
引
取
業
者

に
引
き
渡
し
、
又
は
解
体
し
た
日

ヘ
　
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
法

附
則
第
五
十
八
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
対
象
区

域
内
自
動
車
等
が
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動

車
等
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
と
認
め
る
に
際

し
、
当
該
対
象
区
域
内
自
動
車
等
の
主
た
る
定
置

場
所
在
の
市
町
村
の
長
が
必
要
と
認
め
る
事
項

二
　
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
等
が
法
附
則
第

五
十
七
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
該
当
す
る
自
動

車
等
で
あ
つ
た
場
合
に
は
、
用
途
廃
止
軽
自
動
車
検

査
記
録
事
項
等
証
明
書

三
　
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
等
が
法
附
則
第

五
十
七
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
自
動
車
等
に
該

当
す
る
場
合
で
、
当
該
自
動
車
等
の
用
途
を
廃
止
し

た
と
き
に
あ
つ
て
は
用
途
廃
止
軽
自
動
車
検
査
記
録

事
項
等
証
明
書
、
当
該
自
動
車
等
を
同
号
イ
に
規
定

す
る
引
取
業
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
引
取
業

者
」
と
い
う
。
）
に
引
き
渡
し
た
と
き
に
あ
つ
て
は

解
体
軽
自
動
車
検
査
記
録
事
項
等
証
明
書
及
び
当
該

自
動
車
を
引
取
業
者
に
引
き
渡
し
た
こ
と
を
証
す
る

書
類
（
次
号
に
お
い
て
「
引
取
証
明
書
」
と
い
う
。
）

、
当
該
自
動
車
等
を
解
体
し
た
と
き
に
あ
つ
て
は
解

体
軽
自
動
車
検
査
記
録
事
項
等
証
明
書
及
び
当
該
自

動
車
等
を
解
体
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

四
　
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
等
が
法
附
則
第

五
十
七
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
自
動
車
等
に
該

当
す
る
場
合
で
、
当
該
自
動
車
等
の
用
途
を
廃
止
し

た
と
き
に
あ
つ
て
は
用
途
廃
止
軽
自
動
車
検
査
記
録

事
項
等
証
明
書
及
び
同
号
に
規
定
す
る
移
動
さ
せ
た

日
を
証
す
る
書
類
（
当
該
移
動
さ
せ
た
日
を
証
す
る

書
類
を
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
当
該
移
動
さ
せ
た
日
を
確

認
す
る
た
め
当
該
自
動
車
等
の
主
た
る
定
置
場
所
在

の
市
町
村
の
長
が
適
当
と
認
め
る
書
類
）
（
以
下
こ

の
号
に
お
い
て
「
持
出
日
証
明
書
類
」
と
い
う
。
）
、

当
該
自
動
車
等
を
同
項
第
三
号
イ
に
規
定
す
る
引
取

業
者
に
引
き
渡
し
た
と
き
に
あ
つ
て
は
解
体
軽
自
動

車
検
査
記
録
事
項
等
証
明
書
、
引
取
証
明
書
及
び
持

出
日
証
明
書
類
、
当
該
自
動
車
等
を
解
体
し
た
と
き

に
あ
つ
て
は
解
体
軽
自
動
車
検
査
記
録
事
項
等
証
明

書
、
当
該
自
動
車
等
を
解
体
し
た
こ
と
を
証
す
る
書

類
及
び
持
出
日
証
明
書
類

８
　
対
象
区
域
内
軽
自
動
車
等
の
う
ち
二
輪
自
動
車
等

（
法
附
則
第
五
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
二
輪
自
動

車
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
所

有
者
（
法
第
四
百
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合

に
は
、
同
項
に
規
定
す
る
買
主
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
が
当
該
対
象
区
域
内
軽
自
動
車
等
の
主
た

る
定
置
場
所
在
の
市
町
村
の
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
政
令
附
則
第
三
十
五
条
第
十
項
に
規
定
す
る
総

務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す

る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

イ
　
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
二
輪
自
動
車
等
の
所

有
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
又
は
本
店
若
し
く

は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
個
人
番
号
又
は

法
人
番
号
並
び
に
当
該
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等

二
輪
自
動
車
等
の
車
両
番
号
又
は
標
識
番
号
、
車

台
番
号
及
び
主
た
る
定
置
場
（
当
該
対
象
区
域
内

用
途
廃
止
等
二
輪
自
動
車
等
が
原
動
機
付
自
転
車

又
は
軽
自
動
車
（
二
輪
の
も
の
に
限
る
。
）
で
あ

つ
た
場
合
に
は
、
当
該
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等

二
輪
自
動
車
等
の
車
両
番
号
又
は
標
識
番
号
及
び

主
た
る
定
置
場
）

ロ
　
当
該
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
二
輪
自
動
車
等

の
法
附
則
第
五
十
八
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
自

動
車
持
出
困
難
区
域
を
指
定
す
る
旨
の
公
示
が
あ

つ
た
日
に
お
け
る
所
在
地

ハ
　
当
該
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
二
輪
自
動
車
等

が
法
附
則
第
五
十
八
条
第
六
項
第
二
号
に
掲
げ
る

二
輪
自
動
車
等
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
同
号
に

規
定
す
る
自
動
車
等
持
出
困
難
区
域
の
指
定
を
解

除
す
る
旨
の
公
示
が
あ
つ
た
日

ニ
　
当
該
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
二
輪
自
動
車
等

が
法
附
則
第
五
十
八
条
第
六
項
第
三
号
に
掲
げ
る

二
輪
自
動
車
等
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
同
号
に

規
定
す
る
移
動
さ
せ
た
日

ホ
　
当
該
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
二
輪
自
動
車
等

の
用
途
を
廃
止
し
又
は
解
体
し
た
日

ヘ
　
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
法

附
則
第
五
十
八
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
対
象
区

域
内
二
輪
自
動
車
等
が
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等

二
輪
自
動
車
等
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
と
認

め
る
に
際
し
、
当
該
対
象
区
域
内
二
輪
自
動
車
等

の
主
た
る
定
置
場
所
在
の
市
町
村
の
長
が
必
要
と

認
め
る
事
項

二
　
当
該
二
輪
自
動
車
等
が
原
動
機
付
自
転
車
又
は
軽

自
動
車
（
二
輪
の
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
る
場
合
に

は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
次
に
定
め
る

書
類

イ
　
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
二
輪
自
動
車
等
が
法

附
則
第
五
十
八
条
第
六
項
第
一
号
に
掲
げ
る
二
輪
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自
動
車
等
に
該
当
す
る
場
合
　
対
象
区
域
内
用
途

廃
止
等
二
輪
自
動
車
等
に
つ
い
て
用
途
を
廃
止
し

た
日
以
後
再
使
用
及
び
譲
渡
し
な
い
こ
と
を
約
す

る
書
面
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
誓
約
書
」
と

い
う
。
）

ロ
　
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
二
輪
自
動
車
等
が
法

附
則
第
五
十
八
条
第
六
項
第
二
号
に
掲
げ
る
二
輪

自
動
車
等
に
該
当
す
る
場
合
で
、
当
該
二
輪
自
動

車
等
の
用
途
を
廃
止
し
た
と
き
に
あ
つ
て
は
誓
約

書
、
当
該
二
輪
自
動
車
等
を
解
体
し
た
と
き
に
あ

つ
て
は
当
該
二
輪
自
動
車
等
を
解
体
し
た
こ
と
を

証
す
る
書
類

ハ
　
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
二
輪
自
動
車
等
が
法

附
則
第
五
十
八
条
第
六
項
第
三
号
に
掲
げ
る
二
輪

自
動
車
等
に
該
当
す
る
場
合
で
、
当
該
二
輪
自
動

車
等
の
用
途
を
廃
止
し
た
と
き
に
あ
つ
て
は
誓
約

書
及
び
同
号
に
規
定
す
る
移
動
さ
せ
た
日
を
証
す

る
書
類
（
当
該
移
動
さ
せ
た
日
を
証
す
る
書
類
を

や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
場
合
に
は
、
当
該
移
動
さ
せ
た
日
を
確
認

す
る
た
め
当
該
二
輪
自
動
車
等
の
主
た
る
定
置
場

所
在
の
市
町
村
の
長
が
適
当
と
認
め
る
書
類
）

（
以
下
こ
の
ハ
に
お
い
て
「
持
出
日
証
明
書
類
」

と
い
う
。
）
、
当
該
二
輪
自
動
車
等
を
解
体
し
た
と

き
に
あ
つ
て
は
当
該
二
輪
自
動
車
等
を
解
体
し
た

こ
と
を
証
す
る
書
類
及
び
持
出
日
証
明
書
類

三
　
当
該
二
輪
自
動
車
等
が
二
輪
の
小
型
自
動
車
で
あ

る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
次

に
定
め
る
書
類

イ
　
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
二
輪
自
動
車
等
が
法

附
則
第
五
十
八
条
第
六
項
第
一
号
に
掲
げ
る
二
輪

自
動
車
等
に
該
当
す
る
場
合
　
用
途
廃
止
二
輪
自

動
車
検
査
記
録
事
項
等
証
明
書

ロ
　
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
二
輪
自
動
車
等
が
法

附
則
第
五
十
八
条
第
六
項
第
二
号
に
掲
げ
る
二
輪

自
動
車
等
に
該
当
す
る
場
合
で
、
当
該
二
輪
自
動

車
等
の
用
途
を
廃
止
し
た
と
き
に
あ
つ
て
は
用
途

廃
止
二
輪
自
動
車
検
査
記
録
事
項
等
証
明
書
、
当

該
二
輪
自
動
車
等
を
解
体
し
た
と
き
に
あ
つ
て
は

解
体
二
輪
自
動
車
検
査
記
録
事
項
等
証
明
書
及
び

当
該
二
輪
自
動
車
等
を
解
体
し
た
こ
と
を
証
す
る

書
類

ハ
　
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
二
輪
自
動
車
等
が
法

附
則
第
五
十
八
条
第
六
項
第
三
号
に
掲
げ
る
二
輪

自
動
車
等
に
該
当
す
る
場
合
で
、
当
該
二
輪
自
動

車
等
の
用
途
を
廃
止
し
た
と
き
に
あ
つ
て
は
用
途

廃
止
二
輪
自
動
車
検
査
記
録
事
項
等
証
明
書
及
び

同
号
に
規
定
す
る
移
動
さ
せ
た
日
を
証
す
る
書
類

（
当
該
移
動
さ
せ
た
日
を
証
す
る
書
類
を
や
む
を

得
な
い
理
由
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

場
合
に
は
、
当
該
移
動
さ
せ
た
日
を
確
認
す
る
た

め
当
該
二
輪
自
動
車
等
の
主
た
る
定
置
場
所
在
の

市
町
村
の
長
が
適
当
と
認
め
る
書
類
）
（
以
下
こ

の
ハ
に
お
い
て
「
持
出
日
証
明
書
類
」
と
い
う
。
）

、
当
該
二
輪
自
動
車
等
を
解
体
し
た
と
き
に
あ
つ

て
は
解
体
二
輪
自
動
車
検
査
記
録
事
項
等
証
明

書
、
当
該
二
輪
自
動
車
等
を
解
体
し
た
こ
と
を
証

す
る
書
類
及
び
持
出
日
証
明
書
類

９
　
対
象
区
域
内
軽
自
動
車
等
の
う
ち
小
型
特
殊
自
動
車

の
所
有
者
（
法
第
四
百
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る

場
合
に
は
、
同
項
に
規
定
す
る
買
主
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
が
当
該
対
象
区
域
内
軽
自
動
車
等
の

主
た
る
定
置
場
所
在
の
市
町
村
の
長
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
政
令
附
則
第
三
十
五
条
第
十
項
に
規
定
す

る
総
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と

す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

イ
　
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
小
型
特
殊
自
動
車
の

所
有
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
又
は
本
店
若
し

く
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
個
人
番
号
又

は
法
人
番
号
並
び
に
当
該
対
象
区
域
内
用
途
廃
止

等
小
型
特
殊
自
動
車
の
標
識
番
号
及
び
主
た
る
定

置
場

ロ
　
当
該
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
小
型
特
殊
自
動

車
の
法
附
則
第
五
十
八
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る

自
動
車
等
持
出
困
難
区
域
を
指
定
す
る
旨
の
公
示

が
あ
つ
た
日
に
お
け
る
所
在
地

ハ
　
当
該
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
小
型
特
殊
自
動

車
が
法
附
則
第
五
十
八
条
第
八
項
第
二
号
に
掲
げ

る
小
型
特
殊
自
動
車
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
同

号
に
規
定
す
る
自
動
車
等
持
出
困
難
区
域
の
指
定

を
解
除
す
る
旨
の
公
示
が
あ
つ
た
日

ニ
　
当
該
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
小
型
特
殊
自
動

車
が
法
附
則
第
五
十
八
条
第
八
項
第
三
号
に
掲
げ

る
小
型
特
殊
自
動
車
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
同

号
に
規
定
す
る
移
動
さ
せ
た
日

ホ
　
当
該
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
小
型
特
殊
自
動

車
の
用
途
を
廃
止
し
、
又
は
解
体
し
た
日

ヘ
　
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
法

附
則
第
五
十
八
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
対
象
区

域
内
小
型
特
殊
自
動
車
が
対
象
区
域
内
用
途
廃
止

等
小
型
特
殊
自
動
車
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た

と
認
め
る
に
際
し
、
当
該
対
象
区
域
内
小
型
特
殊

自
動
車
の
主
た
る
定
置
場
所
在
の
市
町
村
の
長
が

必
要
と
認
め
る
事
項

二
　
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
小
型
特
殊
自
動
車
が
法

附
則
第
五
十
八
条
第
八
項
第
一
号
に
掲
げ
る
小
型
特

殊
自
動
車
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
対
象
区
域
内
用

途
廃
止
等
小
型
特
殊
自
動
車
に
つ
い
て
用
途
を
廃
止

し
た
日
以
後
再
使
用
及
び
譲
渡
し
な
い
こ
と
を
約
す

る
書
面
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
誓
約
書
」
と
い

う
。
）

三
　
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
小
型
特
殊
自
動
車
が
法

附
則
第
五
十
八
条
第
八
項
第
二
号
に
掲
げ
る
小
型
特

殊
自
動
車
に
該
当
す
る
場
合
で
、
当
該
小
型
特
殊
自

動
車
の
用
途
を
廃
止
し
た
と
き
に
あ
つ
て
は
誓
約

書
、
当
該
小
型
特
殊
自
動
車
を
解
体
し
た
と
き
に
あ

つ
て
は
当
該
小
型
特
殊
自
動
車
を
解
体
し
た
こ
と
を

証
す
る
書
類

四
　
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
小
型
特
殊
自
動
車
が
法

附
則
第
五
十
八
条
第
八
項
第
三
号
に
掲
げ
る
小
型
特

殊
自
動
車
に
該
当
す
る
場
合
で
、
当
該
小
型
特
殊
自

動
車
の
用
途
を
廃
止
し
た
と
き
に
あ
つ
て
は
誓
約
書

及
び
同
号
に
規
定
す
る
移
動
さ
せ
た
日
を
証
す
る
書

類
（
当
該
移
動
さ
せ
た
日
を
証
す
る
書
類
を
や
む
を

得
な
い
理
由
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場

合
に
は
、
当
該
移
動
さ
せ
た
日
を
確
認
す
る
た
め
当

該
小
型
特
殊
自
動
車
の
主
た
る
定
置
場
所
在
の
市
町

村
の
長
が
適
当
と
認
め
る
書
類
）
（
以
下
こ
の
号
に

お
い
て
「
持
出
日
証
明
書
類
」
と
い
う
。
）
、
当
該
小

型
特
殊
自
動
車
を
解
体
し
た
と
き
に
あ
つ
て
は
当
該

小
型
特
殊
自
動
車
を
解
体
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

及
び
持
出
日
証
明
書
類

（
法
附
則
第
五
十
九
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る

事
実
）

第
二
十
七
条
　
法
附
則
第
五
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る

総
務
省
令
で
定
め
る
事
実
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
（
同
項
に
規
定
す
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
を
い
う
。
次
条
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

及
び
そ
の
ま
ん
延
防
止
の
た
め
の
措
置
の
影
響
に
よ
り

令
和
二
年
二
月
一
日
か
ら
法
附
則
第
五
十
九
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
徴
収
の
猶
予
を
受
け
よ
う
と
す
る
地
方

団
体
の
徴
収
金
の
納
期
限
ま
で
の
間
（
地
方
税
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
二
十
六

号
）
の
施
行
の
日
か
ら
二
月
を
経
過
し
た
日
前
に
納
付

し
、
又
は
納
入
す
べ
き
地
方
団
体
の
徴
収
金
に
あ
つ
て

は
、
同
年
二
月
一
日
か
ら
同
法
の
施
行
の
日
か
ら
二
月

を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
）
に
お
け
る
連
続
す
る
一
月

以
上
の
期
間
の
収
入
金
額
（
納
税
者
又
は
特
別
徴
収
義

務
者
の
事
業
に
係
る
収
入
金
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
を
当
該
期
間
の
初
日
の
一
年
前
の

日
か
ら
当
該
期
間
の
末
日
の
一
年
前
の
日
ま
で
の
期
間

の
収
入
金
額
で
除
し
て
得
た
割
合
が
お
お
む
ね
百
分
の

八
十
以
下
と
な
つ
た
こ
と
と
す
る
。

（
法
附
則
第
六
十
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
証
明
が
さ
れ
た
場
合
等
）

第
二
十
八
条
　
法
附
則
第
六
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
総

務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
証
明
が
さ
れ
た
場
合

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
い
ず
れ
か
を
同
項
に

規
定
す
る
耐
震
改
修
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
耐
震

改
修
」
と
い
う
。
）
の
日
か
ら
六
月
以
内
に
、
同
項
に

規
定
す
る
耐
震
基
準
不
適
合
既
存
住
宅
に
つ
き
同
項
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
七
十
三
条

の
二
十
七
の
二
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
べ
き
旨

の
申
告
を
し
た
道
府
県
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り

証
明
が
さ
れ
た
場
合
と
す
る
。

一
　
当
該
耐
震
基
準
不
適
合
既
存
住
宅
の
耐
震
改
修
に

係
る
工
事
を
請
け
負
つ
た
建
設
業
者
そ
の
他
の
者
か

ら
交
付
を
受
け
た
書
類
で
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
及
び
そ
の
ま
ん
延
防
止
の
た
め
の
措
置
の
影
響

に
よ
り
法
附
則
第
六
十
条
第
一
項
の
個
人
が
当
該
耐

震
基
準
不
適
合
既
存
住
宅
の
取
得
を
し
た
日
か
ら
六

月
以
内
に
耐
震
改
修
に
係
る
工
事
が
完
了
し
な
か
つ

た
旨
、
耐
震
改
修
に
係
る
契
約
を
締
結
し
た
年
月
日

及
び
耐
震
改
修
を
し
た
年
月
日
を
明
ら
か
に
す
る

書
類

二
　
法
附
則
第
六
十
条
第
一
項
の
個
人
の
当
該
耐
震
基

準
不
適
合
既
存
住
宅
を
そ
の
取
得
の
日
か
ら
六
月
以

内
に
そ
の
者
の
居
住
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
な

か
つ
た
事
実
の
詳
細
、
耐
震
改
修
に
係
る
契
約
を
締

結
し
た
年
月
日
及
び
耐
震
改
修
を
し
た
年
月
日
を
明

ら
か
に
す
る
書
類

２
　
法
附
則
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場

合
に
お
け
る
第
七
条
の
七
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
「
当
該
耐
震
基
準
不
適
合
既
存
住
宅
を
取
得
し
た
」

と
あ
る
の
は
、
「
耐
震
改
修
の
」
と
す
る
。

（
法
附
則
第
六
十
三
条
第
二
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る

書
類
）

第
二
十
九
条
　
法
附
則
第
六
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る

総
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す

る
。

一
　
法
附
則
第
六
十
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
旨
を
証
す
る
書
類

二
　
法
附
則
第
六
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
例
対

象
資
産
の
一
覧
表

附
　
則
　
（
昭
和
三
〇
年
八
月
一
日
総
理
府
令
第

三
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

141



（
適
用
区
分
）

２
　
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
の

規
定
は
、
こ
の
附
則
に
お
い
て
特
別
の
定
が
あ
る
も
の

を
除
く
ほ
か
、
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税

に
関
す
る
部
分
は
昭
和
三
十
一
年
度
分
か
ら
、
法
人
の

道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
関
す
る
部
分
は
昭
和

三
十
年
九
月
一
日
以
後
に
申
告
す
る
分
か
ら
、
法
人
税

法
第
四
条
の
法
人
及
び
法
人
で
な
い
社
団
又
は
財
団
で

代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
の
あ
る
も
の
の
均
等
割
に
関

す
る
部
分
は
昭
和
三
十
一
年
度
分
の
市
町
村
民
税
か

ら
、
督
促
状
に
関
す
る
部
分
は
こ
の
府
令
施
行
の
日
以

後
に
交
付
す
る
分
か
ら
、
法
人
の
事
業
税
の
申
告
書
の

様
式
に
関
す
る
部
分
は
こ
の
府
令
施
行
の
日
以
後
に
申

告
す
る
分
か
ら
、
道
府
県
た
ば
こ
消
費
税
及
び
市
町
村

た
ば
こ
消
費
税
に
関
す
る
部
分
は
昭
和
三
十
一
年
四
月

一
日
以
後
の
申
告
に
係
る
分
か
ら
、
そ
の
他
の
部
分
は

昭
和
三
十
年
度
分
の
地
方
税
か
ら
適
用
す
る
。

３
　
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
第

六
条
第
三
項
の
規
定
は
、
昭
和
三
十
年
七
月
一
日
の
属

す
る
事
業
年
度
分
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
〇
年
九
月
一
九
日
総
理
府
令

第
四
五
号
）

こ
の
府
令
は
、
昭
和
三
十
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
三
〇
年
一
一
月
二
四
日
総
理
府

令
第
五
五
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
三
十

年
七
月
一
日
の
属
す
る
事
業
年
度
分
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
一
年
四
月
二
四
日
総
理
府
令

第
三
〇
号
）
　
抄

１
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
軽
油
引
取
税
に
関
す
る
部
分
（
第
十
八
条
を
除

く
。
）
は
、
昭
和
三
十
一
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則

（
以
下
「
新
府
令
」
と
い
う
。
）
第
十
七
条
の
規
定
は
、

昭
和
三
十
一
年
四
月
一
日
以
後
に
お
い
て
使
用
す
る
電

気
に
対
し
て
課
す
る
電
気
ガ
ス
税
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
一
年
五
月
一
五
日
総
理
府
令

第
三
五
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
二
年
四
月
一
〇
日
総
理
府
令

第
一
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
地
方
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
六
十
号
。
附
則
第
一
条
た
だ

し
書
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行

す
る
。
た
だ
し
、
遊
興
飲
食
税
及
び
電
気
ガ
ス
税
に
関

す
る
部
分
は
、
昭
和
三
十
二
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
適
用
区
分
）

２
　
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
の

規
定
は
、
こ
の
附
則
に
お
い
て
特
別
の
定
が
あ
る
も
の

を
除
く
ほ
か
、
法
人
の
道
府
県
民
税
及
び
法
人
の
市
町

村
民
税
に
関
す
る
部
分
は
昭
和
三
十
二
年
四
月
一
日
の

属
す
る
事
業
年
度
分
並
び
に
同
日
以
後
の
解
散
又
は
合

併
に
よ
る
清
算
所
得
に
対
す
る
法
人
税
額
を
課
税
標
準

と
す
る
法
人
税
割
（
清
算
所
得
に
対
す
る
法
人
税
額
を

課
税
標
準
と
す
る
法
人
税
割
を
課
さ
れ
る
法
人
の
清
算

中
の
事
業
年
度
に
係
る
法
人
税
額
及
び
残
余
財
産
の
一

部
の
分
配
に
よ
り
納
付
す
べ
き
法
人
税
額
に
係
る
法
人

税
割
を
含
む
。
）
及
び
こ
れ
と
合
算
し
て
課
す
る
均
等

割
か
ら
、
法
人
の
行
う
事
業
に
対
す
る
事
業
税
に
関
す

る
部
分
は
昭
和
三
十
二
年
四
月
一
日
の
属
す
る
事
業
年

度
分
及
び
同
日
以
後
の
解
散
又
は
合
併
に
よ
る
清
算
所

得
に
対
す
る
事
業
税
（
清
算
所
得
に
対
す
る
事
業
税
を

課
さ
れ
な
い
法
人
以
外
の
法
人
の
清
算
中
の
事
業
年
度

に
係
る
事
業
税
及
び
残
余
財
産
の
一
部
の
分
配
に
よ
り

納
付
す
べ
き
事
業
税
を
含
む
。
）
か
ら
、
そ
の
他
の
部

分
は
昭
和
三
十
二
年
度
分
の
地
方
税
か
ら
適
用
す
る
。

（
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
関
す
る
規
定
の
適

用
）

３
　
法
人
で
な
い
社
団
又
は
財
団
で
代
表
者
又
は
管
理
人

の
定
が
あ
り
、
か
つ
、
法
人
税
法
第
一
条
第
二
項
に
お

い
て
法
人
と
み
な
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
府

令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
の
規
定
は
、

当
該
法
人
で
な
い
社
団
又
は
財
団
の
昭
和
三
十
二
年
四

月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
分
の
道
府
県
民
税

及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
当
該
法
人
で
な

い
社
団
又
は
財
団
の
同
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
分

の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

（
事
業
税
に
関
す
る
規
定
の
適
用
）

４
　
法
人
で
な
い
社
団
又
は
財
団
で
代
表
者
又
は
管
理
人

の
定
が
あ
り
、
か
つ
、
収
益
事
業
を
行
う
も
の
に
つ
い

て
は
、
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規

則
の
規
定
は
、
当
該
法
人
で
な
い
社
団
又
は
財
団
の
昭

和
三
十
二
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
分

の
事
業
税
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
二
年
六
月
四
日
総
理
府
令
第

三
三
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
二
年
七
月
一
日
総
理
府
令
第

四
〇
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
二
年
一
〇
月
一
四
日
総
理
府

令
第
六
九
号
）
　
抄

１
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
三
年
四
月
五
日
総
理
府
令
第

二
五
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
三
十

三
年
度
分
の
地
方
税
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
三
年
八
月
二
一
日
総
理
府
令

第
七
一
号
）
　
抄

１
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
三
十

三
年
度
分
の
地
方
道
路
譲
与
税
及
び
軽
油
引
取
税
か
ら

適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
四
年
三
月
三
一
日
総
理
府
令

第
一
八
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
昭
和
三
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
法
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
、
法
人
の
事

業
税
並
び
に
固
定
資
産
税
に
関
す
る
規
定
の
適
用
）

２
　
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
中

法
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
並
び
に
法
人
の

事
業
税
に
関
す
る
改
正
部
分
（
第
五
条
の
二
の
改
正
規

定
を
除
く
。
）
は
、
昭
和
三
十
四
年
四
月
一
日
の
属
す

る
事
業
年
度
分
及
び
同
日
以
後
の
解
散
又
は
合
併
に
よ

る
清
算
所
得
に
対
す
る
分
か
ら
、
固
定
資
産
税
に
関
す

る
改
正
部
分
は
、
昭
和
三
十
四
年
度
分
か
ら
適
用
す

る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
四
年
五
月
二
七
日
総
理
府
令

第
三
五
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
四
年
八
月
三
一
日
総
理
府
令

第
五
一
号
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
三
十

四
年
度
分
の
地
方
道
路
譲
与
税
及
び
軽
油
引
取
税
か
ら

適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
四
年
一
二
月
二
六
日
総
理
府

令
第
六
六
号
）
　
抄

１
　
こ
の
府
令
は
、
地
方
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
の
施
行
の
日

（
昭
和
三
十
五
年
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
五
年
四
月
二
二
日
総
理
府
令

第
二
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
法
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
並
び
に
法
人

の
事
業
税
に
関
す
る
規
定
の
適
用
）

２
　
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
中

法
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
並
び
に
法
人
の

事
業
税
に
関
す
る
改
正
部
分
は
、
昭
和
三
十
五
年
四
月

一
日
の
属
す
る
事
業
年
度
分
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
五
年
七
月
一
日
自
治
省
令
第

三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
五
年
八
月
八
日
自
治
省
令
第

九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
三
十

五
年
度
分
の
軽
油
引
取
税
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
六
年
四
月
三
〇
日
自
治
省
令

第
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
地
方
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
七
十
四
号
。
附
則
第
一
条
た

だ
し
書
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
の
施
行
の
日
か
ら
施

行
す
る
。
た
だ
し
、
遊
興
飲
食
税
に
関
す
る
改
正
規
定

及
び
附
則
第
四
項
、
第
五
項
及
び
第
八
項
の
規
定
は
、

昭
和
三
十
六
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
適
用
区
分
）

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
第

六
条
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
（
附
則
第
一
条
た
だ
し
書

に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
の
施
行
の
日
の
属
す
る
事
業

年
度
分
の
法
人
の
事
業
税
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
六
年
四
月
三
〇
日
自
治
省
令

第
一
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
三
十

六
年
度
分
の
固
定
資
産
税
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
六
年
九
月
五
日
自
治
省
令
第

二
二
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
中

個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
並
び
に
個
人
の

事
業
税
（
以
下
「
個
人
の
道
府
県
民
税
等
」
と
い
う
。
）

に
関
す
る
規
定
は
、
昭
和
三
十
七
年
度
分
の
個
人
の
道

府
県
民
税
等
か
ら
適
用
し
、
昭
和
三
十
六
年
度
分
ま
で

の
個
人
の
道
府
県
民
税
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
七
年
三
月
三
一
日
自
治
省
令

第
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
の
規
定
の
適

用
）

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則

（
以
下
「
新
令
」
と
い
う
。
）
中
個
人
の
道
府
県
民
税
及

び
市
町
村
民
税
（
以
下
「
個
人
の
道
府
県
民
税
等
」
と
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い
う
。
）
に
関
す
る
規
定
は
、
昭
和
三
十
七
年
度
分
の

個
人
の
道
府
県
民
税
等
か
ら
適
用
し
、
昭
和
三
十
六
年

度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

（
法
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
並
び
に
法
人

の
事
業
税
に
関
す
る
規
定
の
適
用
）

３
　
新
令
中
法
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
並
び

に
法
人
の
事
業
税
（
以
下
本
項
に
お
い
て
「
法
人
の
道

府
県
民
税
等
」
と
い
う
。
）
の
規
定
（
新
令
第
三
条
中

第
六
号
様
式
の
二
に
関
す
る
部
分
の
規
定
及
び
第
十
条

中
第
二
十
号
様
式
の
二
に
関
す
る
部
分
の
規
定
を
除

く
。
）
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
の
属
す
る
事
業
年

度
分
の
法
人
の
道
府
県
民
税
等
か
ら
適
用
し
、
同
日
の

属
す
る
事
業
年
度
の
直
前
の
事
業
年
度
ま
で
の
各
事
業

年
度
分
の
法
人
の
道
府
県
民
税
等
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

（
固
定
資
産
税
に
関
す
る
規
定
の
適
用
）

６
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
第

十
一
条
第
一
項
の
規
定
は
、
昭
和
三
十
七
年
度
の
固
定

資
産
税
か
ら
適
用
し
、
昭
和
三
十
六
年
度
分
ま
で
の
固

定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
七
年
六
月
一
日
自
治
省
令
第

九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
七
年
九
月
二
九
日
自
治
省
令

第
二
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
三
八
年
三
月
五
日
自
治
省
令
第

八
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則

（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
中
個
人
の
道
府
県
民
税

及
び
市
町
村
民
税
に
関
す
る
部
分
は
、
昭
和
三
十
八
年

度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
か
ら
、

第
十
条
の
三
の
規
定
は
、
昭
和
三
十
八
年
度
分
の
固
定

資
産
税
か
ら
適
用
し
、
昭
和
三
十
七
年
度
分
ま
で
の
個

人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
八
年
三
月
二
〇
日
自
治
省
令

第
一
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
八
年
四
月
一
日
自
治
省
令
第

一
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
第
二
条
及
び
第
五
条
の
二
の
改
正
規
定
、
第
十
四

条
の
改
正
規
定
（
「
徴
税
令
書
」
を
「
納
税
通
知
書
」

に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
第
一
号
様
式
、
第

一
号
の
二
様
式
、
第
二
号
様
式
、
第
四
号
様
式
及
び
第

二
十
五
号
の
二
様
式
の
改
正
規
定
は
昭
和
三
十
八
年
十

月
一
日
か
ら
、
附
則
第
三
項
の
規
定
は
狩
猟
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
二
十
三

号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
関
す
る
規

定
の
適
用
）

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
の

第
五
号
の
十
四
様
式
に
つ
い
て
は
、
昭
和
三
十
九
年
度

分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
か
ら
適
用

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
三
八
年
八
月
三
一
日
自
治
省
令

第
二
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
九
年
一
月
三
〇
日
自
治
省
令

第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
九
年
三
月
三
一
日
自
治
省
令

第
七
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
関
す
る
規

定
の
適
用
）

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
中

個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
個
人
の
市
町
村
民
税
（
以
下

「
個
人
の
道
府
県
民
税
等
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
規
定

は
、
昭
和
三
十
九
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
等
か

ら
適
用
し
、
昭
和
三
十
八
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
道
府

県
民
税
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
九
年
五
月
二
八
日
自
治
省
令

第
一
三
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
法
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
並
び
に
法
人

の
事
業
税
に
関
す
る
規
定
の
適
用
）

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則

（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
中
法
人
の
道
府
県
民
税

及
び
市
町
村
民
税
並
び
に
法
人
の
事
業
税
（
以
下
本
項

に
お
い
て
「
法
人
の
道
府
県
民
税
等
」
と
い
う
。
）
に

関
す
る
規
定
は
、
昭
和
三
十
九
年
四
月
一
日
の
属
す
る

事
業
年
度
分
の
法
人
の
道
府
県
民
税
等
及
び
同
日
以
後

の
解
散
又
は
合
併
に
よ
る
清
算
所
得
に
対
す
る
道
府
県

民
税
等
か
ら
適
用
し
、
同
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
直

前
の
事
業
年
度
ま
で
の
各
事
業
年
度
分
の
法
人
の
道
府

県
民
税
等
及
び
同
日
前
の
解
散
又
は
合
併
に
よ
る
清
算

所
得
に
対
す
る
道
府
県
民
税
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

（
個
人
の
事
業
税
に
関
す
る
規
定
の
適
用
）

３
　
新
規
則
中
第
十
四
号
の
二
様
式
は
、
昭
和
四
十
年
度

分
の
個
人
の
事
業
税
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
九
年
一
〇
月
三
一
日
自
治
省

令
第
三
〇
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
附

則
第
十
二
項
第
一
号
の
規
定
は
、
昭
和
三
十
九
年
十
月

一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
〇
年
三
月
三
一
日
自
治
省
令

第
九
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
機
械
設
備
等
を
定
め
る
総
理
府
令
の
廃
止
）

第
二
条
　
地
方
税
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
第
六
項
の
規

定
の
適
用
を
受
け
る
機
械
設
備
等
を
定
め
る
総
理
府
令

（
昭
和
三
十
一
年
総
理
府
令
第
二
十
七
号
）
は
、
廃
止

す
る
。

（
個
人
の
道
府
県
民
税
等
に
関
す
る
規
定
の
適
用
）

第
三
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規

則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
中
個
人
の
道
府
県

民
税
及
び
個
人
の
市
町
村
民
税
（
以
下
「
個
人
の
道
府

県
民
税
等
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
部
分
は
、
昭
和
四

十
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
等
か
ら
適
用
し
、
昭

和
三
十
九
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
道
府
県
民
税
等
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
特
別
区
た
ば
こ
消
費
税
に
関
す
る
規
定
の
適
用
）

第
四
条
　
新
規
則
第
八
条
の
規
定
及
び
第
十
六
号
の
二
様

式
は
、
昭
和
四
十
年
四
月
一
日
以
後
小
売
人
又
は
国
内

消
費
用
と
し
て
直
接
消
費
者
に
売
り
渡
さ
れ
る
製
造
た

ば
こ
に
係
る
特
別
区
た
ば
こ
消
費
税
か
ら
適
用
す
る
。

（
固
定
資
産
税
に
関
す
る
規
定
の
適
用
）

第
五
条
　
次
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
新

規
則
中
固
定
資
産
税
に
関
す
る
部
分
は
、
昭
和
四
十
年

度
分
の
固
定
資
産
税
か
ら
適
用
し
、
昭
和
三
十
九
年
度

分
ま
で
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

第
六
条
　
新
規
則
第
十
条
の
五
の
規
定
は
、
昭
和
四
十
年

一
月
二
日
以
後
に
お
い
て
取
得
さ
れ
た
同
条
に
規
定
す

る
機
械
設
備
等
に
つ
い
て
昭
和
四
十
一
年
度
分
の
固
定

資
産
税
か
ら
適
用
す
る
。

２
　
昭
和
四
十
年
一
月
一
日
以
前
に
取
得
さ
れ
た
機
械
設

備
等
で
旧
地
方
税
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
第
六
項
の

規
定
の
適
用
を
受
け
る
機
械
設
備
等
を
定
め
る
総
理
府

令
の
適
用
を
受
け
て
い
た
も
の
に
対
し
て
課
す
る
昭
和

四
十
二
年
度
分
ま
で
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
〇
年
五
月
二
九
日
自
治
省
令

第
一
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
法
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
関
す
る
規

定
の
適
用
）

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則

（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
中
法
人
の
道
府
県
民
税

及
び
市
町
村
民
税
（
以
下
本
項
に
お
い
て
「
法
人
の
道

府
県
民
税
等
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
規
定
は
、
昭
和

四
十
年
四
月
一
日
の
属
す
る
事
業
年
度
分
の
法
人
の
道

府
県
民
税
等
及
び
同
日
以
後
の
解
散
又
は
合
併
に
よ
る

清
算
所
得
に
対
す
る
法
人
税
額
に
係
る
法
人
の
道
府
県

民
税
等
（
清
算
所
得
に
対
す
る
法
人
税
を
課
さ
れ
る
法

人
の
清
算
中
の
事
業
年
度
に
係
る
法
人
税
額
及
び
残
余

財
産
の
一
部
分
配
に
よ
り
納
付
す
べ
き
法
人
税
額
に
係

る
法
人
の
道
府
県
民
税
等
を
含
む
。
以
下
本
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
か
ら
適
用
し
、
同
日
の
属
す
る
事
業
年
度

の
直
前
の
事
業
年
度
ま
で
の
各
事
業
年
度
分
の
法
人
の

道
府
県
民
税
等
及
び
同
日
前
の
解
散
又
は
合
併
に
よ
る

清
算
所
得
に
対
す
る
法
人
税
額
に
係
る
法
人
の
道
府
県

民
税
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
法
人
の
事
業
税
に
関
す
る
規
定
の
適
用
）

３
　
新
規
則
中
法
人
の
事
業
税
に
関
す
る
規
定
は
、
昭
和

四
十
年
四
月
一
日
の
属
す
る
事
業
年
度
分
の
法
人
の
事

業
税
及
び
同
日
以
後
の
解
散
又
は
合
併
に
よ
る
清
算
所

得
に
対
す
る
法
人
の
事
業
税
（
清
算
所
得
に
対
す
る
事

業
税
を
課
さ
れ
る
法
人
の
清
算
中
の
事
業
年
度
に
係
る

法
人
の
事
業
税
及
び
残
余
財
産
の
一
部
分
配
に
よ
り
納

付
す
べ
き
法
人
の
事
業
税
を
含
む
。
以
下
本
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
か
ら
適
用
し
、
同
日
の
属
す
る
事
業
年
度

の
直
前
の
事
業
年
度
ま
で
の
各
事
業
年
度
分
の
法
人
の

事
業
税
及
び
同
日
前
の
解
散
又
は
合
併
に
よ
る
清
算
所

得
に
対
す
る
法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

（
固
定
資
産
税
に
関
す
る
規
定
の
適
用
）

４
　
新
規
則
第
二
十
六
号
様
式
及
び
第
三
十
号
様
式
は
、

昭
和
四
十
一
年
度
分
の
固
定
資
産
税
か
ら
適
用
し
、
昭

和
四
十
年
度
分
ま
で
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
一
年
三
月
三
一
日
自
治
省
令

第
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）
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１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
個
人
の
道
府
県
民
税
等
に
関
す
る
規
定
の
適
用
）

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則

（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
中
個
人
の
道
府
県
民
税

及
び
個
人
の
市
町
村
民
税
（
以
下
「
個
人
の
道
府
県
民

税
等
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
部
分
は
、
昭
和
四
十
一

年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
等
か
ら
適
用
し
、
昭
和

四
十
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
道
府
県
民
税
等
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
一
年
五
月
三
〇
日
自
治
省
令

第
一
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
娯
楽
施
設
利
用
税
及
び
電
気
ガ
ス
税
に
関
す
る
改

正
規
定
は
、
昭
和
四
十
一
年
六
月
一
日
か
ら
、
料
理
飲

食
等
消
費
税
に
関
す
る
改
正
規
定
は
、
昭
和
四
十
一
年

八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
法
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
関
す
る
規

定
の
適
用
）

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則

（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
中
法
人
の
道
府
県
民
税

及
び
市
町
村
民
税
（
以
下
本
項
に
お
い
て
「
法
人
の
道

府
県
民
税
等
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
規
定
は
、
昭
和

四
十
一
年
四
月
一
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
分
の

法
人
の
道
府
県
民
税
等
及
び
同
日
以
後
の
解
散
又
は
合

併
に
よ
る
清
算
所
得
に
対
す
る
法
人
税
額
に
係
る
法
人

の
道
府
県
民
税
等
（
清
算
中
の
事
業
年
度
の
所
得
に
係

る
法
人
税
額
及
び
残
余
財
産
の
一
部
分
配
に
よ
り
納
付

す
べ
き
法
人
税
額
に
係
る
法
人
の
道
府
県
民
税
等
を
含

む
。
以
下
本
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、

同
日
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
分
の
法
人
の
道
府
県
民

税
等
及
び
同
日
前
の
解
散
又
は
合
併
に
よ
る
清
算
所
得

に
対
す
る
法
人
税
額
に
係
る
法
人
の
道
府
県
民
税
等
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
法
人
の
事
業
税
に
関
す
る
規
定
の
適
用
）

３
　
新
規
則
中
法
人
の
事
業
税
に
関
す
る
規
定
は
、
昭
和

四
十
一
年
四
月
一
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
分
の

法
人
の
事
業
税
及
び
同
日
以
後
の
解
散
又
は
合
併
に
よ

る
清
算
所
得
に
対
す
る
法
人
の
事
業
税
（
清
算
中
の
事

業
年
度
の
所
得
に
係
る
法
人
の
事
業
税
及
び
残
余
財
産

の
一
部
分
配
に
よ
り
納
付
す
べ
き
法
人
の
事
業
税
を
含

む
。
以
下
本
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、

同
日
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
分
の
法
人
の
事
業
税
及

び
同
日
前
の
解
散
又
は
合
併
に
よ
る
清
算
所
得
に
対
す

る
法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
一
年
八
月
二
〇
日
自
治
省
令

第
二
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
第
二
十
二
条
第
三
項
の
改
正
規
定
は
、
昭
和
四
十

一
年
度
分
の
軽
油
引
取
税
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
一
年
一
〇
月
二
〇
日
自
治
省

令
第
二
六
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
二
年
一
月
一
日
（
以
下

「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附

則
第
十
項
、
第
十
一
項
及
び
第
十
四
項
の
改
正
規
定

は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
の

規
定
（
附
則
第
十
項
、
第
十
一
項
及
び
第
十
四
項
の
規

定
を
除
く
。
）
は
、
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村

民
税
（
分
離
課
税
に
係
る
所
得
割
を
除
く
。
次
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
納
税
通
知
書
、
給
与
支
払
報
告
書
並

び
に
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
の
納
期
限

変
更
告
知
書
及
び
督
促
状
（
分
離
課
税
に
係
る
所
得
割

に
つ
い
て
使
用
す
る
場
合
の
当
該
納
期
限
変
更
告
知
書

及
び
督
促
状
を
除
く
。
）
に
関
す
る
部
分
に
あ
つ
て
は

施
行
日
以
後
に
交
付
し
、
又
は
提
出
す
る
分
か
ら
、
そ

の
他
の
部
分
に
あ
つ
て
は
施
行
日
以
後
に
支
払
わ
れ
る

べ
き
退
職
手
当
等
に
係
る
分
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
一
年
一
二
月
二
六
日
自
治
省

令
第
三
二
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
適
用
区
分
）

２
　
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
第
五
号
の
三
様
式
、

第
五
号
の
四
様
式
、
第
五
号
の
五
様
式
、
第
五
号
の
七

様
式
、
第
五
号
の
十
様
式
、
第
五
号
の
十
二
様
式
、
第

十
四
号
の
二
様
式
、
第
二
十
六
号
様
式
及
び
第
三
十
号

様
式
は
、
昭
和
四
十
二
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民

税
、
個
人
の
事
業
税
、
個
人
の
市
町
村
民
税
及
び
固
定

資
産
税
か
ら
適
用
し
、
昭
和
四
十
一
年
度
分
ま
で
の
個

人
の
道
府
県
民
税
、
個
人
の
事
業
税
、
個
人
の
市
町
村

民
税
及
び
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
二
年
五
月
三
一
日
自
治
省
令

第
一
一
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
二
年
六
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
個
人
の
道
府
県
民
税
等
に
関
す
る
規
定
の
適
用
）

２
　
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」

と
い
う
。
）
第
五
号
の
三
様
式
、
第
五
号
の
五
様
式
、

第
五
号
の
七
様
式
、
第
五
号
の
十
様
式
及
び
第
十
七
号

様
式
は
、
昭
和
四
十
二
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税

及
び
個
人
の
市
町
村
民
税
か
ら
適
用
し
、
昭
和
四
十
一

年
度
分
ま
で
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
個
人
の
市
町

村
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
固
定
資
産
税
に
関
す
る
規
定
の
適
用
）

３
　
新
規
則
第
十
条
の
四
、
第
十
一
条
の
二
及
び
第
十
五

条
の
二
の
規
定
は
、
昭
和
四
十
二
年
度
分
の
固
定
資
産

税
か
ら
適
用
し
、
昭
和
四
十
一
年
度
分
ま
で
の
固
定
資

産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
二
年
七
月
三
一
日
自
治
省
令

第
二
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
軽
油
引
取
税
に
関
す
る
規
定
の
適
用
）

２
　
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」

と
い
う
。
）
第
二
十
二
条
第
三
項
の
表
は
、
昭
和
四
十

二
年
度
の
軽
油
引
取
税
か
ら
適
用
す
る
。

（
法
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
関
す
る
規

定
の
適
用
）

４
　
新
規
則
第
十
号
様
式
、
第
二
十
号
様
式
、
第
二
十
一

号
様
式
、
第
二
十
二
号
様
式
及
び
第
二
十
二
号
の
二
様

式
は
、
昭
和
四
十
二
年
六
月
一
日
以
後
に
終
了
す
る
事

業
年
度
分
の
法
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
並

び
に
同
日
以
後
の
解
散
又
は
合
併
に
よ
る
清
算
所
得
に

対
す
る
法
人
税
額
に
係
る
法
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市

町
村
民
税
（
清
算
所
得
に
対
す
る
法
人
税
を
課
さ
れ
る

法
人
の
清
算
中
の
事
業
年
度
に
係
る
法
人
税
額
及
び
残

余
財
産
の
一
部
分
配
に
よ
り
納
付
す
べ
き
法
人
税
額
に

係
る
法
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
を
含
む
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、

同
日
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
分
の
法
人
の
道
府
県
民

税
及
び
市
町
村
民
税
並
び
に
同
日
前
の
解
散
又
は
合
併

に
よ
る
清
算
所
得
に
対
す
る
法
人
税
額
に
係
る
法
人
の

道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
二
年
九
月
一
六
日
自
治
省
令

第
二
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
二
年
一
二
月
二
六
日
自
治
省

令
第
三
六
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
適
用
区
分
）

２
　
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」

と
い
う
。
）
の
規
定
（
第
二
条
の
五
の
規
定
を
除
く
。
）

は
、
昭
和
四
十
三
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び

市
町
村
民
税
並
び
に
個
人
の
事
業
税
か
ら
適
用
し
、
昭

和
四
十
二
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市

町
村
民
税
並
び
に
個
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
新
規
則
第
二
条
の
五
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行

の
日
以
後
に
提
出
す
る
同
条
に
規
定
す
る
特
別
徴
収
票

に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
提
出
す
る
当
該
特
別
徴

収
票
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
三
年
三
月
三
〇
日
自
治
省
令

第
九
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
固
定
資
産
税
に
関
す
る
規
定
の
適
用
）

２
　
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
八
項
第
八
号

及
び
第
九
号
の
規
定
は
、
昭
和
四
十
三
年
度
分
の
固
定

資
産
税
か
ら
適
用
し
、
昭
和
四
十
二
年
度
分
ま
で
の
固

定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
三
年
四
月
二
七
日
自
治
省
令

第
一
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
三
年
七
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。
た
だ
し
、
料
理
飲
食
等
消
費
税
に
関
す
る
改
正

規
定
は
昭
和
四
十
三
年
六
月
一
日
か
ら
、
不
動
産
取
得

税
に
関
す
る
改
正
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
三
年
八
月
五
日
自
治
省
令
第

二
三
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
法
人
の
事
業
税
に
関
す
る
規
定
の
適
用
）

２
　
改
正
前
の
地
方
税
法
施
行
規
則
第
三
条
の
三
の
規
定

は
、
昭
和
四
十
三
年
八
月
五
日
前
に
終
了
し
た
事
業
年

度
分
の
法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
効
力
を
有

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
四
三
年
九
月
二
一
日
自
治
省
令

第
二
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
四
三
年
一
二
月
二
八
日
自
治
省

令
第
三
四
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
適
用
区
分
）

２
　
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
の
規
定
は
、
昭
和
四

十
四
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
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か
ら
適
用
し
、
昭
和
四
十
三
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
道

府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
四
年
四
月
九
日
自
治
省
令
第

九
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
個
人
の
道
府
県
民
税
等
に
関
す
る
規
定
の
適
用
）

第
二
条
　
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規

則
」
と
い
う
。
）
別
表
第
十
九
号
様
式
は
、
昭
和
四
十

四
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
か

ら
適
用
し
、
昭
和
四
十
三
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
道
府

県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

（
個
人
の
事
業
税
に
関
す
る
規
定
の
適
用
）

第
三
条
　
新
規
則
第
七
条
の
二
の
規
定
は
、
昭
和
四
十
四

年
度
分
の
個
人
の
事
業
税
か
ら
適
用
し
、
昭
和
四
十
三

年
度
分
ま
で
の
個
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

（
固
定
資
産
税
に
関
す
る
規
定
の
適
用
等
）

第
四
条
　
新
規
則
附
則
第
八
条
第
五
号
及
び
第
六
号
の
規

定
は
、
昭
和
四
十
四
年
度
分
の
固
定
資
産
税
か
ら
適
用

し
、
昭
和
四
十
三
年
度
分
ま
で
の
固
定
資
産
税
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
昭
和
四
十
四
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
限
り
、
新
規

則
第
十
条
の
十
一
中
「
前
年
度
に
係
る
事
業
計
画
」
と

あ
る
の
は
「
昭
和
四
十
四
年
度
に
係
る
事
業
計
画
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
四
年
五
月
三
一
日
自
治
省
令

第
一
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
四
年
六
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
四
四
年
七
月
二
八
日
自
治
省
令

第
二
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
固
定
資
産
税
に
関
す
る
規
定
の
適
用
）

３
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
第

十
条
の
三
の
規
定
は
、
昭
和
四
十
五
年
度
分
の
固
定
資

産
税
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
四
年
一
二
月
二
七
日
自
治
省

令
第
三
四
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
個
人
の
道
府
県
民
税
等
に
関
す
る
規
定
の
適
用
）

２
　
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」

と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
昭
和
四
十
五
年
度
分
の
個
人

の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
か
ら
適
用
し
、
昭
和

四
十
四
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町

村
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
固
定
資
産
税
に
関
す
る
規
定
の
適
用
）

３
　
新
規
則
附
則
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
は
、
昭
和
四

十
五
年
度
分
の
固
定
資
産
税
か
ら
適
用
し
、
昭
和
四
十

四
年
度
分
ま
で
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
五
年
四
月
一
七
日
自
治
省
令

第
一
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た

だ
し
、
附
則
第
九
条
の
改
正
規
定
は
昭
和
四
十
五
年
六

月
一
日
か
ら
、
第
五
号
の
五
様
式
の
改
正
規
定
は
昭
和

四
十
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
個
人
の
道
府
県
民
税
等
に
関
す
る
規
定
の
適
用
）

第
二
条
　
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
改
正
後
の

地
方
税
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）

は
、
昭
和
四
十
五
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び

市
町
村
民
税
か
ら
適
用
し
、
昭
和
四
十
四
年
度
分
ま
で

の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
改
正
前
の
地
方
税
法
施
行
規
則
第
三
号
様
式
、
第
三

号
様
式
別
表
三
及
び
第
三
号
様
式
別
表
四
は
、
昭
和
四

十
五
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税

に
つ
い
て
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

３
　
新
規
則
第
五
号
の
五
様
式
は
、
昭
和
四
十
六
年
度
分

の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
か
ら
適
用
す

る
。

（
固
定
資
産
税
に
関
す
る
規
定
の
適
用
）

第
三
条
　
新
規
則
附
則
第
八
条
第
九
号
及
び
第
十
号
の
規

定
は
、
昭
和
四
十
五
年
度
分
の
固
定
資
産
税
か
ら
適
用

し
、
昭
和
四
十
四
年
度
分
ま
で
の
固
定
資
産
税
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
電
気
ガ
ス
税
に
関
す
る
規
定
の
適
用
）

第
四
条
　
新
規
則
附
則
第
九
条
の
規
定
は
、
昭
和
四
十
五

年
六
月
一
日
以
後
に
使
用
す
る
電
気
に
対
す
る
電
気
ガ

ス
税
（
特
別
徴
収
に
係
る
電
気
ガ
ス
税
に
あ
つ
て
は
、

同
日
以
後
に
収
納
す
べ
き
料
金
に
係
る
も
の
）
に
つ
い

て
適
用
し
、
同
日
前
に
使
用
し
た
電
気
に
対
す
る
電
気

ガ
ス
税
（
特
別
徴
収
に
係
る
電
気
ガ
ス
税
に
あ
つ
て

は
、
同
日
前
に
収
納
し
た
又
は
収
納
す
べ
き
で
あ
つ
た

料
金
に
係
る
も
の
）
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。附

　
則
　
（
昭
和
四
五
年
五
月
二
五
日
自
治
省
令

第
一
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
五
年
七
月
一
日
自
治
省
令
第

一
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
五
年
一
二
月
二
八
日
自
治
省

令
第
二
九
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
適
用
区
分
等
）

第
二
条
　
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規

則
」
と
い
う
。
）
第
五
号
の
四
様
式
及
び
第
十
七
号
様

式
別
表
は
、
昭
和
四
十
六
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民

税
及
び
市
町
村
民
税
か
ら
適
用
し
、
昭
和
四
十
五
年
度

分
ま
で
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
規
則
第
五
号
の
九
様
式
及
び
第
五
号
の
十
四
様
式

は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
後
に
提
出
す
る
退
職
所

得
申
告
書
及
び
特
別
徴
収
票
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日

前
に
提
出
す
る
こ
れ
ら
の
退
職
所
得
申
告
書
又
は
特
別

徴
収
票
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
市
町
村
は
、
前
項
に
規
定
す
る
様
式
に
つ
い
て
は
、

当
分
の
間
、
改
正
前
の
地
方
税
法
施
行
規
則
第
五
号
の

九
様
式
及
び
第
五
号
の
十
四
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き

る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
六
年
三
月
三
〇
日
自
治
省
令

第
八
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
六
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
九
条
の
二
の
改
正
規
定
は
同

年
七
月
一
日
か
ら
、
附
則
第
八
条
の
次
に
二
条
を
加
え

る
改
正
規
定
並
び
に
第
五
号
の
五
様
式
（
雑
損
控
除
に

関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
二
十
四
号
様
式
及
び
第
二

十
五
号
の
二
様
式
の
改
正
規
定
は
昭
和
四
十
七
年
一
月

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
個
人
の
道
府
県
民
税
等
に
関
す
る
規
定
の
適
用
）

第
二
条
　
次
項
に
定
め
る
も
の
を
除
き
、
改
正
後
の
地
方

税
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
中
個

人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
関
す
る
部
分

は
、
昭
和
四
十
六
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び

市
町
村
民
税
か
ら
適
用
し
、
昭
和
四
十
五
年
度
分
ま
で

の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
規
則
第
五
号
の
五
様
式
中
雑
損
控
除
に
関
す
る
部

分
の
規
定
は
、
昭
和
四
十
七
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県

民
税
及
び
市
町
村
民
税
か
ら
適
用
し
、
昭
和
四
十
六
年

度
分
ま
で
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
法
人
の
事
業
税
に
関
す
る
規
定
の
適
用
）

第
三
条
　
新
規
則
第
四
条
の
規
定
は
、
昭
和
四
十
六
年
四

月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
分
の
各
事
業
年
度

の
所
得
の
計
算
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
し

た
事
業
年
度
分
の
各
事
業
年
度
の
所
得
の
計
算
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
地
方
税
法

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
十

一
号
）
附
則
第
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り

な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
同
法
に
よ
る

改
正
前
の
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二

十
六
号
）
第
七
十
二
条
の
十
四
第
一
項
た
だ
し
書
の
規

定
の
適
用
を
受
け
る
法
人
に
係
る
事
業
税
の
課
税
標
準

と
な
る
各
事
業
年
度
の
所
得
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
改

正
前
の
地
方
税
法
施
行
規
則
第
四
条
の
規
定
は
、
な
お

そ
の
効
力
を
有
す
る
。

（
娯
楽
施
設
利
用
税
に
関
す
る
規
定
の
適
用
）

第
四
条
　
昭
和
四
十
六
年
度
に
限
り
、
新
規
則
第
九
条
の

二
第
一
項
の
表
の
八
月
の
項
中
「
三
分
の
一
に
相
当
す

る
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
六
分
の
一
に
相
当
す
る
額
」

と
す
る
。

（
固
定
資
産
税
に
関
す
る
規
定
の
適
用
）

第
五
条
　
新
規
則
第
十
条
の
三
の
二
か
ら
第
十
条
の
四
ま

で
の
規
定
は
、
昭
和
四
十
六
年
度
分
の
固
定
資
産
税
か

ら
適
用
し
、
昭
和
四
十
五
年
度
分
ま
で
の
固
定
資
産
税

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
二
項
の
規
定
は
、
昭
和
四
十

五
年
一
月
二
日
以
後
に
新
設
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る

管
路
に
つ
い
て
昭
和
四
十
六
年
度
分
の
固
定
資
産
税
か

ら
適
用
し
、
昭
和
四
十
五
年
一
月
一
日
以
前
に
新
設
さ

れ
た
同
項
に
規
定
す
る
管
路
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資

産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
六
年
八
月
三
一
日
自
治
省
令

第
一
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
六
年
一
〇
月
二
三
日
自
治
省

令
第
二
三
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た

だ
し
、
第
十
七
号
様
式
別
表
及
び
第
十
八
号
様
式
の
改

正
規
定
は
、
昭
和
四
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
関
す
る
規

定
の
適
用
）

第
二
条
　
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規

則
」
と
い
う
。
）
第
十
七
号
様
式
別
表
は
、
昭
和
四
十

七
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
か

ら
適
用
し
、
昭
和
四
十
六
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
道
府
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県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

２
　
新
規
則
第
十
八
号
様
式
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日

以
後
に
提
出
す
る
給
与
支
払
報
告
又
は
特
別
徴
収
に
係

る
給
与
所
得
者
異
動
届
出
書
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日

前
に
提
出
す
る
給
与
支
払
報
告
又
は
特
別
徴
収
に
係
る

給
与
所
得
者
異
動
届
出
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
六
年
一
二
月
二
二
日
自
治
省

令
第
二
六
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
個
人
の
道
府
県
民
税
等
に
関
す
る
規
定
の
適
用
）

２
　
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
第
五
号
の
四
様
式
及

び
第
五
号
の
十
二
様
式
は
、
昭
和
四
十
七
年
度
分
の
個

人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
か
ら
適
用
し
、
昭

和
四
十
六
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市

町
村
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
七
年
四
月
一
日
自
治
省
令
第

四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た

だ
し
、
第
五
号
の
五
様
式
、
第
五
号
の
六
様
式
、
第
五

号
の
十
一
様
式
及
び
第
五
号
の
十
二
様
式
の
改
正
規
定

は
、
昭
和
四
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
個
人
の
道
府
県
民
税
等
に
関
す
る
規
定
の
適
用
）

第
二
条
　
次
項
に
定
め
る
も
の
を
除
き
、
改
正
後
の
地
方

税
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
は
、

昭
和
四
十
七
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町

村
民
税
か
ら
適
用
し
、
昭
和
四
十
六
年
度
分
ま
で
の
個

人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
規
則
第
五
号
の
五
様
式
、
第
五
号
の
六
様
式
、
第

五
号
の
十
一
様
式
及
び
第
五
号
の
十
二
様
式
は
、
昭
和

四
十
八
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民

税
か
ら
適
用
し
、
昭
和
四
十
七
年
度
分
ま
で
の
個
人
の

道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

（
固
定
資
産
税
に
関
す
る
規
定
の
適
用
）

第
三
条
　
新
規
則
第
十
条
の
三
の
二
、
第
十
条
の
三
の
四

及
び
第
十
条
の
五
第
一
項
の
規
定
は
、
昭
和
四
十
七
年

度
分
の
固
定
資
産
税
か
ら
適
用
し
、
昭
和
四
十
六
年
度

分
ま
で
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

２
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
四
項
の
規
定
は
、
昭
和
四
十

七
年
一
月
二
日
以
後
に
新
設
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る

電
力
ケ
ー
ブ
ル
に
つ
い
て
昭
和
四
十
八
年
度
分
の
固
定

資
産
税
か
ら
適
用
し
、
昭
和
四
十
七
年
一
月
一
日
以
前

に
新
設
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
電
力
ケ
ー
ブ
ル
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
七
年
六
月
一
日
自
治
省
令
第

一
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
七
年
九
月
二
九
日
自
治
省
令

第
二
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の

地
方
税
法
施
行
規
則
第
十
条
の
六
の
三
の
規
定
は
、
昭

和
四
十
七
年
度
分
の
固
定
資
産
税
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
七
年
一
二
月
二
六
日
自
治
省

令
第
二
九
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
個
人
の
道
府
県
民
税
等
に
関
す
る
規
定
の
適
用
）

２
　
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
の
規
定
は
、
昭
和
四

十
八
年
度
分
の
個
人
の
事
業
税
並
び
に
道
府
県
民
税
及

び
市
町
村
民
税
か
ら
適
用
し
、
昭
和
四
十
七
年
度
分
ま

で
の
個
人
の
事
業
税
並
び
に
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村

民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
八
年
四
月
二
六
日
自
治
省
令

第
一
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た

だ
し
、
第
九
条
の
二
第
一
項
の
改
正
規
定
及
び
電
気
ガ

ス
税
に
関
す
る
改
正
規
定
は
昭
和
四
十
八
年
六
月
一
日

か
ら
、
第
五
号
の
七
様
式
及
び
第
五
号
の
十
二
様
式
の

改
正
規
定
は
昭
和
四
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
個
人
の
道
府
県
民
税
等
に
関
す
る
規
定
の
適
用
）

第
二
条
　
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規

則
」
と
い
う
。
）
第
五
号
の
七
様
式
及
び
第
五
号
の
十

二
様
式
は
、
昭
和
四
十
九
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民

税
及
び
市
町
村
民
税
か
ら
適
用
し
、
昭
和
四
十
八
年
度

分
ま
で
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
法
人
の
事
業
税
に
関
す
る
規
定
の
適
用
）

第
三
条
　
新
規
則
第
四
条
の
規
定
は
、
昭
和
四
十
八
年
四

月
一
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
分
の
各
事
業
年
度

の
所
得
の
計
算
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
終
了
し

た
事
業
年
度
分
の
各
事
業
年
度
の
所
得
の
計
算
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
娯
楽
施
設
利
用
税
に
関
す
る
規
定
の
適
用
）

第
四
条
　
新
規
則
第
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
昭
和
四
十
八
年
度
に
限
り
、
同
項
の
表
八

月
の
項
中
「
七
月
」
と
あ
る
の
は
「
六
月
」
と
、
「
二

分
の
一
」
と
あ
る
の
は
「
三
分
の
一
」
と
、
「
相
当
す

る
額
」
と
あ
る
の
は
「
相
当
す
る
額
と
七
月
中
に
収
入

し
た
ゴ
ル
フ
場
の
娯
楽
施
設
利
用
税
の
額
の
二
分
の
一

に
相
当
す
る
額
と
の
合
計
額
」
と
す
る
。

（
固
定
資
産
税
に
関
す
る
規
定
の
適
用
）

第
五
条
　
新
規
則
の
規
定
中
固
定
資
産
税
に
関
す
る
部
分

は
、
昭
和
四
十
八
年
度
分
の
固
定
資
産
税
か
ら
適
用

し
、
昭
和
四
十
七
年
度
分
ま
で
の
固
定
資
産
税
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
改
正
前
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
次
項
に
お
い
て

「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
の
二
の
規
定
は
、
昭

和
四
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
新
設

さ
れ
た
同
条
に
規
定
す
る
機
械
そ
の
他
の
設
備
に
つ
い

て
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

３
　
旧
規
則
附
則
第
六
条
第
二
項
の
規
定
は
、
昭
和
四
十

七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
取
得
さ
れ
た

同
項
に
規
定
す
る
機
械
そ
の
他
の
設
備
に
つ
い
て
は
、

な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
八
年
六
月
一
六
日
自
治
省
令

第
一
五
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
法
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
関
す
る
規

定
の
適
用
）

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則

（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
中
法
人
の
道
府
県
民
税

及
び
市
町
村
民
税
（
以
下
本
項
に
お
い
て
「
法
人
の
道

府
県
民
税
等
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
規
定
は
、
昭
和

四
十
八
年
四
月
一
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
分
の

法
人
の
道
府
県
民
税
等
及
び
同
日
以
後
の
解
散
又
は
合

併
に
よ
る
清
算
所
得
に
対
す
る
法
人
税
額
に
係
る
法
人

の
道
府
県
民
税
等
（
清
算
所
得
に
対
す
る
法
人
税
を
課

さ
れ
る
法
人
の
清
算
中
の
事
業
年
度
に
係
る
法
人
税
額

及
び
残
余
財
産
の
一
部
分
配
に
よ
り
納
付
す
べ
き
法
人

税
額
に
係
る
法
人
の
道
府
県
民
税
等
を
含
む
。
以
下
本

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
適
用
し
、
同
日
前
に
終
了

し
た
事
業
年
度
分
の
法
人
の
道
府
県
民
税
等
及
び
同
日

前
の
解
散
又
は
合
併
に
よ
る
清
算
所
得
に
対
す
る
法
人

税
額
に
係
る
法
人
の
道
府
県
民
税
等
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
法
人
の
事
業
税
に
関
す
る
規
定
の
適
用
）

３
　
新
規
則
中
法
人
の
事
業
税
に
関
す
る
規
定
は
、
昭
和

四
十
八
年
四
月
一
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
分
の

法
人
の
事
業
税
及
び
同
日
以
後
の
解
散
又
は
合
併
に
よ

る
清
算
所
得
に
対
す
る
法
人
の
事
業
税
（
清
算
所
得
に

対
す
る
事
業
税
を
課
さ
れ
る
法
人
の
清
算
中
の
事
業
年

度
に
係
る
法
人
の
事
業
税
及
び
残
余
財
産
の
一
部
分
配

に
よ
り
納
付
す
べ
き
法
人
の
事
業
税
を
含
む
。
以
下
本

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
適
用
し
、
同
日
前
に
終
了

し
た
事
業
年
度
分
の
法
人
の
事
業
税
及
び
同
日
前
の
解

散
又
は
合
併
に
よ
る
清
算
所
得
に
対
す
る
法
人
の
事
業

税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
八
年
六
月
三
〇
日
自
治
省
令

第
一
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
八
年
七
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
固
定
資
産
税
に
関
す
る
規
定
の
適
用
）

２
　
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」

と
い
う
。
）
第
十
二
条
及
び
附
則
第
七
条
の
規
定
は
、

昭
和
四
十
九
年
度
分
の
固
定
資
産
税
か
ら
適
用
し
、
昭

和
四
十
八
年
度
分
ま
で
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
特
別
土
地
保
有
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
に
お
い
て
土
地
を
所
有
す
る

者
に
係
る
当
該
土
地
に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有

税
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
十
六
条
の
二
十
第
一
項

（
新
規
則
第
十
六
条
の
二
十
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
中
「
法
第
六
百
一
条
第
一
項
に

規
定
す
る
非
課
税
土
地
（
第
三
項
に
お
い
て
「
非
課
税

土
地
」
と
い
う
。
）
と
し
て
使
用
し
よ
う
と
し
た
日
の

属
す
る
月
の
翌
翌
月
の
末
日
ま
で
に
」
と
あ
る
の
は
、

「
昭
和
四
十
八
年
八
月
三
十
一
日
ま
で
に
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
八
年
九
月
二
九
日
自
治
省
令

第
二
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
八
年
一
二
月
一
七
日
自
治
省

令
第
三
二
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
適
用
区
分
等
）

第
二
条
　
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規

則
」
と
い
う
。
）
第
五
号
の
四
様
式
、
第
五
号
の
十
様

式
及
び
第
十
七
号
様
式
別
表
は
、
昭
和
四
十
九
年
度
分

の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
か
ら
適
用

し
、
昭
和
四
十
八
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
道
府
県
民
税

及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

２
　
新
規
則
第
五
号
の
九
様
式
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の

日
以
後
に
提
出
す
る
退
職
所
得
申
告
書
に
つ
い
て
適
用

し
、
同
日
前
に
提
出
す
る
退
職
所
得
申
告
書
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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３
　
市
町
村
は
、
前
項
に
規
定
す
る
様
式
に
つ
い
て
は
、

当
分
の
間
、
改
正
前
の
地
方
税
法
施
行
規
則
第
五
号
の

九
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
九
年
一
月
二
五
日
自
治
省
令

第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
九
年
三
月
三
〇
日
自
治
省
令

第
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
九
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
個
人
の
道
府
県
民
税
等
に
関
す
る
規
定
の
適
用
）

第
二
条
　
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規

則
」
と
い
う
。
）
第
一
号
の
三
様
式
の
表
及
び
第
三
号

様
式
別
表
三
の
表
は
、
昭
和
四
十
九
年
度
分
の
個
人
の

道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
か
ら
適
用
し
、
昭
和
四

十
八
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村

民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
法
人
の
事
業
税
に
関
す
る
規
定
の
適
用
）

第
三
条
　
新
規
則
第
四
条
の
二
の
規
定
は
、
昭
和
四
十
九

年
四
月
一
日
（
次
条
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）

以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
分
の
法
人
の
事
業
税
か
ら

適
用
し
、
同
日
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
分
の
法
人
の

事
業
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
固
定
資
産
税
に
関
す
る
規
定
の
適
用
）

第
四
条
　
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
新
規
則
の

規
定
中
固
定
資
産
税
に
関
す
る
部
分
は
、
昭
和
四
十
九

年
度
分
の
固
定
資
産
税
か
ら
適
用
し
、
昭
和
四
十
八
年

度
分
ま
で
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

２
　
新
規
則
第
十
一
条
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
新
設

さ
れ
た
同
条
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
、
昭
和
五
十

年
度
分
の
固
定
資
産
税
か
ら
適
用
す
る
。

３
　
改
正
前
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」

と
い
う
。
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
は
、
昭
和
四
十

九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
新
設
さ
れ
た

同
項
に
規
定
す
る
で
ん
粉
廃
液
の
濃
縮
設
備
に
つ
い
て

は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

４
　
旧
規
則
附
則
第
六
条
第
二
項
の
規
定
は
、
昭
和
四
十

二
年
一
月
二
日
か
ら
昭
和
四
十
九
年
一
月
一
日
ま
で
の

間
に
お
い
て
取
得
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
機
械
そ
の

他
の
設
備
に
つ
い
て
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

（
特
別
土
地
保
有
税
に
関
す
る
規
定
の
適
用
）

第
五
条
　
新
規
則
第
十
六
条
の
十
二
第
二
項
の
規
定
は
、

土
地
に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
あ
つ
て
は

昭
和
四
十
九
年
度
分
か
ら
適
用
し
、
土
地
の
取
得
に
対

し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
あ
つ
て
は
、
昭
和
四

十
九
年
一
月
一
日
以
後
の
土
地
の
取
得
に
つ
い
て
適
用

し
、
同
日
前
の
土
地
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
特
別
土

地
保
有
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
九
年
六
月
八
日
自
治
省
令
第

一
八
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則

（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
中
法
人
の
道
府
県
民
税

及
び
市
町
村
民
税
（
以
下
本
項
に
お
い
て
「
法
人
の
道

府
県
民
税
等
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
規
定
は
、
昭
和

四
十
九
年
五
月
一
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
分
の

法
人
の
道
府
県
民
税
等
及
び
同
日
以
後
の
解
散
に
よ
る

清
算
所
得
に
対
す
る
法
人
税
を
課
さ
れ
る
法
人
の
清
算

中
の
事
業
年
度
に
係
る
法
人
税
額
に
係
る
法
人
の
道
府

県
民
税
等
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
終
了
し
た
事

業
年
度
分
の
法
人
の
道
府
県
民
税
等
及
び
同
日
前
の
解

散
に
よ
る
清
算
所
得
に
対
す
る
法
人
税
を
課
さ
れ
る
法

人
の
清
算
中
の
事
業
年
度
に
係
る
法
人
税
額
に
係
る
法

人
の
道
府
県
民
税
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。

３
　
新
規
則
第
六
号
様
式
別
表
七
、
第
六
号
様
式
別
表
八

及
び
第
六
号
様
式
別
表
九
は
、
昭
和
四
十
九
年
四
月
一

日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
分
の
法
人
の
事
業
税
に

つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
分
の

法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

４
　
新
規
則
第
六
号
様
式
、
第
七
号
様
式
、
第
八
号
様
式

及
び
第
十
号
様
式
は
、
昭
和
四
十
九
年
五
月
一
日
以
後

に
終
了
す
る
事
業
年
度
分
の
法
人
の
事
業
税
及
び
同
日

以
後
の
解
散
に
よ
る
清
算
所
得
に
対
す
る
事
業
税
を
課

さ
れ
る
法
人
の
清
算
中
の
事
業
年
度
に
係
る
法
人
の
事

業
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
終
了
し
た
事
業
年

度
分
の
法
人
の
事
業
税
及
び
同
日
前
の
解
散
に
よ
る
清

算
所
得
に
対
す
る
事
業
税
を
課
さ
れ
る
法
人
の
清
算
中

の
事
業
年
度
に
係
る
事
業
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
九
年
八
月
一
九
日
自
治
省
令

第
二
八
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
第
十
五
号
の
八
様
式
及
び
第
十
五
号
の
八
の
二
様

式
の
改
正
規
定
は
、
昭
和
四
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
自
動
車
取
得
税
の
規
定
の
適
用
）

２
　
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
十
一
条
の
規

定
は
、
昭
和
四
十
九
年
四
月
一
日
以
後
に
行
わ
れ
た
自

動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
取
得
税
に
つ
い

て
適
用
し
、
同
日
前
に
行
わ
れ
た
自
動
車
の
取
得
に
対

し
て
課
す
る
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

（
料
理
飲
食
等
消
費
税
の
領
収
証
の
様
式
に
関
す
る
経

過
措
置
）

３
　
道
府
県
は
、
料
理
飲
食
等
消
費
税
の
領
収
証
及
び
そ

の
写
し
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
の
省
令

に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
施
行
規
則
第
九
条
の
三
に

定
め
る
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
九
年
一
二
月
一
六
日
自
治
省

令
第
四
一
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
適
用
区
分
等
）

第
二
条
　
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
第
五
号
の
四
様

式
、
第
五
号
の
十
様
式
及
び
第
十
七
号
様
式
別
表
は
、

昭
和
五
十
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村

民
税
か
ら
適
用
し
、
昭
和
四
十
九
年
度
分
ま
で
の
個
人

の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
市
町
村
は
、
退
職
所
得
申
告
書
の
様
式
に
つ
い
て

は
、
当
分
の
間
、
改
正
前
の
地
方
税
法
施
行
規
則
第
五

号
の
九
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
九
年
一
二
月
二
七
日
自
治
省

令
第
四
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
〇
年
三
月
三
一
日
自
治
省
令

第
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
九
条
の
改
正
規
定
及
び
同

条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
は
、
同
年
六
月
一

日
か
ら
施
行
す
る
。

（
個
人
の
道
府
県
民
税
等
に
関
す
る
規
定
の
適
用
）

第
二
条
　
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規

則
」
と
い
う
。
）
第
一
号
の
三
様
式
及
び
第
三
号
様
式

別
表
三
は
、
昭
和
五
十
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税

及
び
市
町
村
民
税
か
ら
適
用
し
、
昭
和
四
十
九
年
度
分

ま
で
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
法
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
関
す
る
規

定
の
適
用
）

第
三
条
　
新
規
則
の
規
定
中
法
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市

町
村
民
税
に
関
す
る
部
分
は
、
昭
和
五
十
年
四
月
一
日

（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
終
了
す
る
事
業

年
度
分
の
法
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ

い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
分
の

法
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
法
人
の
事
業
税
に
関
す
る
規
定
の
適
用
）

第
四
条
　
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
新
規
則
の

規
定
中
法
人
の
事
業
税
に
関
す
る
部
分
は
、
施
行
日
以

後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
分
の
法
人
の
事
業
税
及
び
施

行
日
以
後
の
解
散
に
よ
る
清
算
所
得
に
対
す
る
事
業
税

を
課
さ
れ
る
法
人
の
清
算
中
の
事
業
年
度
に
係
る
法
人

の
事
業
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
終
了
し
た

事
業
年
度
分
の
法
人
の
事
業
税
及
び
施
行
日
前
の
解
散

に
よ
る
清
算
所
得
に
対
す
る
事
業
税
を
課
さ
れ
る
法
人

の
清
算
中
の
事
業
年
度
に
係
る
法
人
の
事
業
税
に
つ
い

て
は
、
な
お
、
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
規
則
第
六
号
様
式
を
昭
和
五
十
年
五
月
一
日
前
に

終
了
す
る
事
業
年
度
分
の
法
人
の
事
業
税
及
び
同
日
前

の
解
散
に
よ
る
清
算
所
得
に
対
す
る
事
業
税
を
課
さ
れ

る
法
人
の
清
算
中
の
事
業
年
度
に
係
る
法
人
の
事
業
税

に

つ

い

て

適

用

す

る

場

合

に

お

い

て

は

、「

所

得

金

額

総
額
　
⑳

円
　

　

年
３
５
０
万
円
以
下
の
金

額
　
（
（
２
１
）
）

　
　

／

１

０
０

円

年
３
５
０
万
円
を
超
え
年

７
０
０
万
円
以
下
の
金

額
　
（
（
２
２
）
）

　
　

／

１

０
０

　

年
７
０
０
万
円
を
超
え
る

金
額
　
（
（
２
３
）
）

　
　

／

１

０
０

　

計
（
（
２
１
）
）
＋
（
（
２

２
）
）
＋
（
（
２
３
）
）
　

（
（
２
４
）
）

　
　

　

軽
減
税
率
不
適
用
法
人
の

金
額
　
（
（
２
５
）
）

　
　

／

１

０
０

　

」

と

あ

る

の

は

、
「
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所

得

金

額

総
額
　
⑳

円
　

　

年
３
０
０
万
円
以
下
の
金

額
　
（
（
２
１
）
）

　
　

／

１

０
０

円

年
３
０
０
万
円
を
超
え
年

６
０
０
万
円
以
下
の
金

額
　
（
（
２
２
）
）

　
　

／

１

０
０

　

年
６
０
０
万
円
を
超
え
る

金
額
　
（
（
２
３
）
）

　
　

／

１

０
０

　

計
（
（
２
１
）
）
＋
（
（
２

２
）
）
＋
（
（
２
３
）
）
　

（
（
２
４
）
）

　
　

　

軽
減
税
率
不
適
用
法
人
の

金
額
　
（
（
２
５
）
）

　
　

／

１

０
０

　

」
と
す
る
。

３
　
新
規
則
第
八
号
様
式
及
び
第
十
号
様
式
の
改
正
規
定

中
「
３
０
０
万
円
」
を
「
３
５
０
万
円
」
に
、
「
６
０

０
万
円
」
を
「
７
０
０
万
円
」
に
改
正
す
る
部
分
は
、

昭
和
五
十
年
五
月
一
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
分

の
法
人
の
事
業
税
及
び
同
日
以
後
の
解
散
に
よ
る
清
算

所
得
に
対
す
る
事
業
税
を
課
さ
れ
る
法
人
の
清
算
中
の

事
業
年
度
に
係
る
法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
適
用
し
、

同
日
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
分
の
法
人
の
事
業
税
及

び
同
日
前
の
解
散
に
よ
る
清
算
所
得
に
対
す
る
事
業
税

を
課
さ
れ
る
法
人
の
清
算
中
の
事
業
年
度
に
係
る
法
人

の
事
業
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
固
定
資
産
税
に
関
す
る
規
定
の
適
用
）

第
五
条
　
新
規
則
の
規
定
中
固
定
資
産
税
に
関
す
る
部
分

は
、
昭
和
五
十
年
度
分
の
固
定
資
産
税
か
ら
適
用
し
、

昭
和
四
十
九
年
度
分
ま
で
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
特
別
土
地
保
有
税
に
関
す
る
規
定
の
適
用
）

第
六
条
　
新
規
則
の
規
定
中
土
地
に
対
し
て
課
す
る
特
別

土
地
保
有
税
に
関
す
る
部
分
は
、
昭
和
五
十
年
度
分
か

ら
適
用
し
、
昭
和
四
十
九
年
度
分
の
土
地
に
対
し
て
課

す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

２
　
新
規
則
の
規
定
中
土
地
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
特

別
土
地
保
有
税
に
関
す
る
部
分
は
、
施
行
日
以
後
の
土

地
の
取
得
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
土
地
の
取

得
に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
電
気
税
に
関
す
る
規
定
の
適
用
）

第
七
条
　
新
規
則
附
則
第
九
条
及
び
附
則
第
九
条
の
二
の

規
定
は
、
昭
和
五
十
年
六
月
一
日
以
後
に
使
用
す
る
電

気
に
対
し
て
課
す
べ
き
電
気
税
（
特
別
徴
収
に
係
る
電

気
税
に
あ
つ
て
は
、
同
日
以
後
に
収
納
す
べ
き
料
金
に

係
る
も
の
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
使
用
し
た

電
気
に
対
し
て
課
す
る
電
気
税
（
特
別
徴
収
に
係
る
電

気
税
に
あ
つ
て
は
、
同
日
前
に
収
納
し
た
、
又
は
収
納

す
べ
き
で
あ
つ
た
料
金
に
係
る
も
の
）
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
〇
年
七
月
五
日
自
治
省
令
第

一
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
第
十
八
条
の
表
の
改
正
規
定
及
び
第
三
十
五
号
様

式
の
次
に
一
様
式
を
加
え
る
改
正
規
定
は
、
昭
和
五
十

年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
法
第
七
百
条
の
十
四
第
二
項
の
申
告
書
の
様
式
に
関

す
る
経
過
措
置
）

２
　
道
府
県
は
、
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二

百
二
十
六
号
）
第
七
百
条
の
十
四
第
二
項
の
申
告
書
の

様
式
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
地
方
税
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
十
八
号
）
に
よ

る
改
正
前
の
地
方
税
法
第
七
百
条
の
十
四
の
規
定
に
基

づ
く
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
〇
年
八
月
二
二
日
自
治
省
令

第
一
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
〇
年
一
二
月
一
六
日
自
治
省

令
第
二
八
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
適
用
区
分
等
）

第
二
条
　
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
第
五
号
の
四
様

式
、
第
五
号
の
十
様
式
及
び
第
十
七
号
様
式
別
表
は
、

昭
和
五
十
一
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町

村
民
税
か
ら
適
用
し
、
昭
和
五
十
年
度
分
ま
で
の
個
人

の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
市
町
村
は
、
退
職
所
得
申
告
書
の
様
式
に
つ
い
て

は
、
当
分
の
間
、
改
正
前
の
地
方
税
法
施
行
規
則
第
五

号
の
九
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
一
年
三
月
三
一
日
自
治
省
令

第
九
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
一
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
九
条
及
び
第
九
条
の
二

の
改
正
規
定
は
、
同
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
個
人
の
道
府
県
民
税
等
に
関
す
る
規
定
の
適
用
）

第
二
条
　
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規

則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
中
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び

市
町
村
民
税
に
関
す
る
部
分
は
、
昭
和
五
十
一
年
度
分

の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
か
ら
適
用

し
、
昭
和
五
十
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及

び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

（
法
人
の
事
業
税
に
関
す
る
規
定
の
適
用
）

第
三
条
　
新
規
則
第
六
号
様
式
別
表
七
は
、
昭
和
五
十
一

年
四
月
一
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
分
の
法
人
の

事
業
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
終
了
し
た
事
業

年
度
分
の
法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

（
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
規
定
の
適
用
）

第
四
条
　
新
規
則
附
則
第
四
条
の
規
定
は
、
昭
和
五
十
年

一
月
一
日
以
後
の
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
七
号
。
次
項
に
お
い
て

「
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
七
号
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
附
則
第
十
二
条
第
一

項
に
規
定
す
る
農
地
、
採
草
放
牧
地
及
び
準
農
地
の
取

得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
す

る
。

２
　
改
正
前
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」

と
い
う
。
）
附
則
第
四
条
の
規
定
は
、
昭
和
四
十
九
年

十
二
月
三
十
一
日
以
前
に
行
わ
れ
た
昭
和
五
十
一
年
法

律
第
七
号
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
附
則
第

十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
農
地
及
び
採
草
放
牧
地
の

取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
は
、

な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
旧

規
則
附
則
第
四
条
の
見
出
し
中
「
政
令
」
と
あ
る
の
は

「
旧
政
令
」
と
、
同
条
第
一
項
中
「
政
令
」
と
あ
る
の

は
「
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に

伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
五
十

一
年
政
令
第
五
十
八
号
）
附
則
第
四
条
第
五
項
の
規
定

に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
令

に
よ
る
改
正
前
の
政
令
（
以
下
本
条
に
お
い
て
「
旧
政

令
」
と
い
う
。
）
」
と
、
「
自
治
省
令
」
と
あ
る
の
は

「
総
務
省
令
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
法
」
と
あ
る
の

は
「
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五

十
一
年
法
律
第
七
号
。
以
下
本
条
に
お
い
て
「
昭
和
五

十
一
年
法
律
第
七
号
」
と
い
う
。
）
附
則
第
四
条
第
六

項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ

れ
る
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
七
号
に
よ
る
改
正
前
の

法
」
と
、
「
租
税
特
別
措
置
法
」
と
あ
る
の
は
「
租
税

特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
年

法
律
第
十
六
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
租
税
特
別
措
置
法

（
以
下
本
条
に
お
い
て
「
旧
租
税
特
別
措
置
法
」
と
い

う
。
）
」
と
、
「
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
」
と
あ
る
の

は
「
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政

令
（
昭
和
五
十
年
政
令
第
六
十
号
）
に
よ
る
改
正
前
の

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
政

令
」
と
あ
る
の
は
「
旧
政
令
」
と
、
「
自
治
省
令
」
と

あ
る
の
は
「
総
務
省
令
」
と
、
「
租
税
特
別
措
置
法
」

と
あ
る
の
は
「
旧
租
税
特
別
措
置
法
」
と
、
同
条
第
三

項
中
「
政
令
」
と
あ
る
の
は
「
旧
政
令
」
と
、
「
自
治

省
令
」
と
あ
る
の
は
「
総
務
省
令
」
と
、
同
条
第
四
項

中
「
政
令
」
と
あ
る
の
は
「
旧
政
令
」
と
、
「
自
治
省

令
」
と
あ
る
の
は
「
総
務
省
令
」
と
、
「
法
」
と
あ
る

の
は
「
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
七
号
附
則
第
四
条
第
六

項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ

れ
る
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
七
号
に
よ
る
改
正
前
の

法
」
と
す
る
。

（
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
関
す
る
規
定
の
適

用
等
）

第
五
条
　
次
項
か
ら
第
四
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
を
除

き
、
新
規
則
の
規
定
中
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税

に
関
す
る
部
分
は
、
昭
和
五
十
一
年
度
分
の
固
定
資
産

税
及
び
都
市
計
画
税
か
ら
適
用
し
、
昭
和
五
十
年
度
分

ま
で
の
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
旧
規
則
附
則
第
六
条
第
二
項
の
規
定
は
、
昭
和
五
十

年
一
月
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
新
設
さ
れ
た
同
項
に

規
定
す
る
償
却
資
産
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に

つ
い
て
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

３
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
五
項
の
規
定
は
、
昭
和
五
十

年
一
月
二
日
以
後
に
お
い
て
取
得
さ
れ
た
同
項
に
規
定

す
る
電
子
計
算
機
に
つ
い
て
、
昭
和
五
十
一
年
度
分
の

固
定
資
産
税
か
ら
適
用
す
る
。

４
　
旧
規
則
附
則
第
六
条
第
六
項
の
規
定
は
、
昭
和
五
十

年
一
月
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
取
得
さ
れ
た
同
項
に

規
定
す
る
電
子
計
算
機
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税

に
つ
い
て
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

５
　
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
七
号
附
則
第
七
条
第
十
六
項

に
規
定
す
る
自
治
省
令
で
定
め
る
電
子
計
算
機
は
、
旧

規
則
附
則
第
六
条
第
六
項
に
規
定
す
る
電
子
計
算
機
の

う
ち
、
そ
の
記
憶
容
量
（
検
査
用
ビ
ッ
ト
を
除
く
。
）

が
百
万
ビ
ッ
ト
未
満
で
あ
る
も
の
と
す
る
。

（
軽
自
動
車
税
に
関
す
る
規
定
の
適
用
）

第
六
条
　
新
規
則
第
十
六
条
の
二
の
規
定
は
、
昭
和
五
十

一
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
か
ら
適
用
し
、
昭
和
五
十
年

度
分
ま
で
の
軽
自
動
車
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

（
電
気
税
に
関
す
る
規
定
の
適
用
）

第
七
条
　
新
規
則
附
則
第
九
条
及
び
附
則
第
九
条
の
二
の

規
定
は
、
昭
和
五
十
一
年
六
月
一
日
以
後
に
使
用
す
る

電
気
に
対
し
て
課
す
べ
き
電
気
税
（
特
別
徴
収
に
係
る
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電
気
税
に
あ
つ
て
は
、
同
日
以
後
に
収
納
す
べ
き
料
金

に
係
る
も
の
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
使
用
し

た
電
気
に
対
し
て
課
す
る
電
気
税
（
特
別
徴
収
に
係
る

電
気
税
に
あ
つ
て
は
、
同
日
前
に
収
納
し
た
、
又
は
収

納
す
べ
き
で
あ
つ
た
料
金
に
係
る
も
の
）
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
特
別
土
地
保
有
税
に
関
す
る
規
定
の
適
用
）

第
八
条
　
新
規
則
第
十
六
条
の
七
、
第
十
六
条
の
十
三
の

二
及
び
第
十
六
条
の
二
十
二
第
一
項
第
三
号
（
土
地
に

対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
関
す
る
部
分
に
限

る
。
）
の
規
定
は
、
昭
和
五
十
一
年
度
分
か
ら
適
用
し
、

昭
和
五
十
年
度
分
ま
で
の
土
地
に
対
し
て
課
す
る
特
別

土
地
保
有
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
規
則
第
十
六
条
の
七
及
び
第
十
六
条
の
十
三
の
二

（
土
地
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に

関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
の

土
地
の
取
得
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
土
地
の

取
得
に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
新
規
則
第
十
六
条
の
二
十
二
第
一
項
第
三
号
（
土
地

の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
関
す
る

部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
昭
和
五
十
年
四
月
一
日

以
後
の
土
地
の
取
得
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
の
土

地
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
税
率
の
引
上
げ
に
伴
う
軽
油
引
取
税
の
申
告
納
入
書

の
様
式
）

第
九
条
　
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
七
号
附
則
第
十
三
条
第

一
項
第
一
号
の
引
渡
し
又
は
移
出
に
係
る
軽
油
引
取
税

の
特
別
徴
収
義
務
者
が
当
該
軽
油
引
取
税
を
申
告
納
入

す
る
場
合
に
お
け
る
新
規
則
第
十
八
条
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
同
条
の
規
定
に
基
づ
く
第
三
十
五
号
様

式
中
「
１
５
，
０
０
０
円
」
と
あ
る
の
は
「
４
，
５
０

０
円
」
と
す
る
。

（
事
業
所
税
に
関
す
る
規
定
の
適
用
）

第
十
条
　
新
規
則
第
二
十
四
条
の
八
第
六
項
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
十
一
年
十
月
一
日
前
に
終
了

す
る
事
業
年
度
分
の
法
人
の
事
業
及
び
同
年
前
の
年
分

の
個
人
の
事
業
並
び
に
同
日
前
に
行
わ
れ
る
法
第
七
百

一
条
の
三
十
一
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
事
業
所
用

家
屋
の
新
築
又
は
増
築
に
限
り
、
同
項
中
「
第
十
六
条

の
七
第
七
項
及
び
第
八
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
地
方
税

法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
一

年
自
治
省
令
第
九
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
施

行
規
則
第
十
条
の
六
の
二
第
二
項
及
び
第
十
一
条
の
四

第
一
項
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
一
年
八
月
六
日
自
治
省
令
第

二
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
五
一
年
一
二
月
一
五
日
自
治
省

令
第
三
四
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す

る
政
令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
三
百
八
号
。
以
下

「
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
三
百
八
号
」
と
い
う
。
）
の
施

行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
個
人
の
道
府
県
民
税
等
に
関
す
る
規
定
の
適
用
）

２
　
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」

と
い
う
。
）
第
五
号
の
四
様
式
は
、
昭
和
五
十
二
年
度

分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
か
ら
適
用

し
、
昭
和
五
十
一
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
道
府
県
民
税

及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

（
法
人
の
道
府
県
民
税
等
に
関
す
る
規
定
の
適
用
等
）

３
　
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
新
規
則
の
規
定

中
法
人
の
道
府
県
民
税
、
市
町
村
民
税
及
び
都
民
税

（
以
下
「
法
人
の
道
府
県
民
税
等
」
と
い
う
。
）
に
関
す

る
部
分
は
、
昭
和
五
十
年
十
月
一
日
以
後
に
終
了
す
る

事
業
年
度
分
の
法
人
の
道
府
県
民
税
等
に
つ
い
て
適
用

し
、
同
日
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
分
の
法
人
の
道
府

県
民
税
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４
　
新
規
則
第
六
号
様
式
別
表
三
、
同
号
様
式
別
表
四
、

同
号
様
式
別
表
四
の
二
、
第
二
十
号
様
式
別
表
三
、
同

号
様
式
別
表
四
及
び
同
号
様
式
別
表
四
の
二
は
、
こ
の

省
令
の
施
行
の
日
以
後
に
申
告
書
（
地
方
税
法
（
昭
和

二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
五
十
三
条
第
一

項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
三
百
二
十
一
条
の
八
第
一

項
若
し
く
は
第
二
項
（
同
法
第
七
百
三
十
四
条
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る

申
告
書
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
提
出
す
る
法
人
の

道
府
県
民
税
等
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
申
告
書

を
提
出
し
た
法
人
の
道
府
県
民
税
等
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

５
　
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
三
百
八
号
附
則
第
三
項
第
一

号
に
規
定
す
る
届
出
は
、
新
規
則
第
六
号
様
式
別
表

三
、
同
号
様
式
別
表
四
、
同
号
様
式
別
表
四
の
二
、
第

二
十
号
様
式
別
表
三
、
同
号
様
式
別
表
四
及
び
同
号
様

式
別
表
四
の
二
に
よ
り
地
方
税
法
施
行
令
昭
和
二
十
五

年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
第
九
条
の
七
第
九
項
又
は
第

四
十
八
条
の
十
三
第
十
項
（
同
令
第
五
十
七
条
の
二
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
外
国

の
法
人
税
等
（
地
方
税
法
第
五
十
三
条
第
八
項
又
は
第

三
百
二
十
一
条
の
八
第
八
項
（
同
法
第
七
百
三
十
四
条

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定

す
る
外
国
の
法
人
税
等
を
い
う
。
）
の
額
の
控
除
に
関

す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
（
次
項
に
お
い
て
「
外
国

の
法
人
税
等
の
額
の
控
除
に
関
す
る
届
出
書
」
と
い

う
。
）
を
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
三
百
八
号
附
則
第
三

項
第
一
号
に
規
定
す
る
都
道
府
県
知
事
又
は
市
町
村
長

に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

６
　
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
三
百
八
号
附
則
第
四
項
の
規

定
に
よ
る
通
知
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
た
外

国
の
法
人
税
等
の
額
の
控
除
に
関
す
る
届
出
書
の
写
し

一
通
を
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
三
百
八
号
附
則
第
四
項

に
規
定
す
る
関
係
都
道
府
県
知
事
及
び
市
町
村
長
に
送

付
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
二
年
三
月
三
一
日
自
治
省
令

第
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
二
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
電
気
税
に
関
す
る
規
定
の
適
用
）

第
二
条
　
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規

則
」
と
い
う
。
）
第
十
六
条
の
四
の
規
定
は
、
昭
和
五

十
二
年
四
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以

後
に
使
用
す
る
電
気
に
対
し
て
課
す
べ
き
電
気
税
（
特

別
徴
収
に
係
る
電
気
税
に
あ
つ
て
は
、
同
日
以
後
に
収

納
す
べ
き
料
金
に
係
る
も
の
）
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

（
事
業
所
税
に
関
す
る
規
定
の
適
用
）

第
三
条
　
新
規
則
第
二
十
四
条
の
十
二
の
規
定
は
、
施
行

日
以
後
に
行
わ
れ
る
地
方
税
法
第
七
百
一
条
の
三
十
一

第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
事
業
所
用
家
屋
（
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
「
事
業
所
用
家
屋
」
と
い
う
。
）
の
新

築
又
は
増
築
に
対
し
て
課
す
べ
き
地
方
税
法
第
七
百
一

条
の
三
十
二
第
二
項
に
規
定
す
る
新
増
設
に
係
る
事
業

所
税
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
増
設
に
係
る
事
業

所
税
」
と
い
う
。
）
並
び
に
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る

事
業
年
度
分
の
法
人
の
事
業
及
び
昭
和
五
十
二
年
以
後

の
年
分
の
個
人
の
事
業
に
対
し
て
課
す
べ
き
地
方
税
法

第
七
百
一
条
の
三
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
に
係

る
事
業
所
税
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
事
業
に
係
る

事
業
所
税
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日

前
に
行
わ
れ
た
事
業
所
用
家
屋
の
新
築
又
は
増
築
に
対

し
て
課
す
る
新
増
設
に
係
る
事
業
所
税
並
び
に
施
行
日

前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
分
の
法
人
の
事
業
及
び
同
年

前
の
年
分
の
個
人
の
事
業
に
対
し
て
課
す
る
事
業
に
係

る
事
業
所
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
自
動
車
取
得
税
に
関
す
る
規
定
の
適
用
）

第
四
条
　
新
規
則
附
則
第
十
一
条
の
規
定
は
、
施
行
日
以

後
の
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
べ
き
自
動
車
取
得

税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
自
動
車
の
取
得
に

対
し
て
課
す
る
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
二
年
一
二
月
一
七
日
自
治
省

令
第
二
一
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
適
用
区
分
等
）

第
二
条
　
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
第
三
号
様
式
別

表
一
及
び
別
表
二
、
第
五
号
の
四
様
式
並
び
に
第
十
七

号
様
式
別
表
は
、
昭
和
五
十
三
年
度
分
の
個
人
の
道
府

県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
か
ら
適
用
し
、
昭
和
五
十
二

年
度
分
ま
で
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
市
町
村
は
、
特
別
徴
収
義
務
者
及
び
特
別
徴
収
義
務

者
を
経
由
し
て
納
税
義
務
者
に
交
付
す
る
特
別
徴
収
の

方
法
に
よ
つ
て
徴
収
す
る
旨
の
通
知
書
の
様
式
に
つ
い

て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
昭
和
五
十
三
年

度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
限

り
、
改
正
前
の
地
方
税
法
施
行
規
則
第
三
号
様
式
別
表

一
か
ら
別
表
四
ま
で
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
三
月
三
一
日
自
治
省
令

第
七
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
三
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
法
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
関
す
る
経

過
措
置
）

第
二
条
　
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規

則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
中
法
人
の
道
府
県
民
税
及
び

市
町
村
民
税
に
関
す
る
部
分
は
、
昭
和
五
十
三
年
四
月

一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
終
了
す

る
事
業
年
度
分
の
法
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民

税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
終
了
し
た
事
業
年

度
分
の
法
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
事
業
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
新
規
則
第
四
条
の
規
定
は
、
法
人
の
施
行
日
以

後
に
取
得
す
る
租
税
特
別
措
置
法
第
五
十
五
条
第
一
項

に
規
定
す
る
特
定
株
式
等
（
租
税
特
別
措
置
法
及
び
国

税
収
納
金
整
理
資
金
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
十
一
号
。
以
下
「
昭

和
五
十
三
年
法
律
第
十
一
号
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十

五
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
昭
和
五
十
三
年

法
律
第
十
一
号
に
よ
る
改
正
前
の
租
税
特
別
措
置
法
第

五
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
株
式
等
（
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
「
特
例
適
用
特
定
株
式
等
」
と
い
う
。
）

を
含
む
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
法
人
の
施
行
日
前
に
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取
得
し
た
同
項
に
規
定
す
る
特
定
株
式
等
（
特
例
適
用

特
定
株
式
等
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

（
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
地
方
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五

十
三
年
法
律
第
九
号
）
附
則
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
地
方
税
法
第
七
十
三
条
の
二
第
十
二
項
の
規
定
の

適
用
を
受
け
た
い
旨
の
申
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、

そ
の
旨
及
び
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
出
書
に

よ
り
道
府
県
知
事
に
申
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
申
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び

住
所

二
　
地
方
税
法
第
七
十
三
条
の
二
第
十
二
項
の
保
留
地

予
定
地
で
あ
る
土
地
（
以
下
「
保
留
地
予
定
地
で
あ

る
土
地
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
地
方
税
法
第
七
十

三
条
の
二
第
十
二
項
の
契
約
が
締
結
さ
れ
た
日

三
　
地
方
税
法
第
七
十
三
条
の
二
第
十
二
項
の
契
約
に

基
づ
き
保
留
地
予
定
地
で
あ
る
土
地
に
つ
い
て
使
用

し
、
又
は
収
益
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
つ

た
日

四
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
書
に
は
、
当
該
申
出
書
に

記
載
し
た
事
項
に
つ
い
て
の
事
実
を
証
す
る
書
類
を
添

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
固
定
資
産
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条
　
新
規
則
第
十
一
条
の
四
第
一
項
第
二
号
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
に
規
定
す
る
新
帯
広
空
港

の
供
用
が
開
始
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
同
号
中
「
新
帯
広

空
港
」
と
あ
る
の
は
、
「
帯
広
空
港
」
と
す
る
。

（
電
気
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条
　
新
規
則
第
十
六
条
の
四
の
規
定
は
、
施
行
日
以

後
に
使
用
す
る
電
気
に
対
し
て
課
す
べ
き
電
気
税
（
特

別
徴
収
に
係
る
電
気
税
に
あ
つ
て
は
、
同
日
以
後
に
収

納
す
べ
き
料
金
に
係
る
も
の
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
同

日
前
に
使
用
し
た
電
気
に
対
し
て
課
す
る
電
気
税
（
特

別
徴
収
に
係
る
電
気
税
に
あ
つ
て
は
、
同
日
前
に
収
納

し
た
、
又
は
収
納
す
べ
き
で
あ
つ
た
料
金
に
係
る
も

の
）
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
事
業
所
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
七
条
　
新
規
則
第
二
十
四
条
の
八
第
五
項
の
規
定
は
、

施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
分
の
法
人
の
事
業

及
び
昭
和
五
十
三
年
以
後
の
年
分
の
個
人
の
事
業
に
対

し
て
課
す
べ
き
地
方
税
法
第
七
百
一
条
の
三
十
二
第
一

項
に
規
定
す
る
事
業
に
係
る
事
業
所
税
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
事
業
に
係
る
事
業
所
税
」
と
い
う
。
）
並

び
に
施
行
日
以
後
に
行
わ
れ
る
地
方
税
法
第
七
百
一
条

の
三
十
一
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
事
業
所
用
家
屋

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
事
業
所
用
家
屋
」
と
い
う

。
）
の
新
築
又
は
増
築
に
対
し
て
課
す
べ
き
地
方
税
法

第
七
百
一
条
の
三
十
二
第
二
項
に
規
定
す
る
新
増
設
に

係
る
事
業
所
税
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
増
設
に

係
る
事
業
所
税
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
施

行
日
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
分
の
法
人
の
事
業
及
び

同
年
前
の
年
分
の
個
人
の
事
業
に
対
し
て
課
す
る
事
業

に
係
る
事
業
所
税
並
び
に
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
事
業

所
用
家
屋
の
新
築
又
は
増
築
に
対
し
て
課
す
る
新
増
設

に
係
る
事
業
所
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

（
特
別
土
地
保
有
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
八
条
　
新
規
則
第
十
六
条
の
七
第
三
項
（
土
地
に
対
し

て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）

の
規
定
は
、
昭
和
五
十
三
年
度
分
の
土
地
に
対
し
て
課

す
る
特
別
土
地
保
有
税
か
ら
適
用
し
、
昭
和
五
十
二
年

度
分
ま
で
の
土
地
に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
規
則
第
十
六
条
の
七
第
三
項
（
土
地
の
取
得
に
対

し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
関
す
る
部
分
に
限

る
。
）
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
の
土
地
の
取
得
に
係

る
土
地
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に

つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
土
地
の
取
得
に
係
る
土

地
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
新
規
則
第
十
六
条
の
二
十
二
の
規
定
は
、
施
行
日
以

後
に
行
わ
れ
る
土
地
の
譲
渡
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行

日
前
に
行
わ
れ
た
土
地
の
譲
渡
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

（
自
動
車
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
九
条
　
新
規
則
附
則
第
十
一
条
第
二
号
の
規
定
は
、
施

行
日
以
後
の
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
べ
き
自
動

車
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
自
動
車
の

取
得
に
対
し
て
課
す
べ
き
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
関
す
る
経

過
措
置
）

第
十
条
　
昭
和
五
十
三
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
道
府
県
民

税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
附
則
第
十

三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
十
六
条
の
二
十
二
第
一
項

第
一
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
地
方
税
法
施
行
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
三
年
自
治
省
令
第
七

号
）
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
施
行
規
則
第
十
六
条

の
二
十
二
第
一
項
第
一
号
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
八
月
一
九
日
自
治
省
令

第
一
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
五
十

三
年
度
分
の
地
方
道
路
譲
与
税
、
石
油
ガ
ス
譲
与
税
、

自
動
車
重
量
譲
与
税
及
び
自
動
車
取
得
税
か
ら
適
用
す

る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
四
年
三
月
三
一
日
自
治
省
令

第
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
四
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
六
条
の
規
定
は
同
年
四

月
十
六
日
か
ら
、
軽
油
引
取
税
に
関
す
る
改
正
規
定
は

同
年
六
月
一
日
か
ら
、
附
則
第
十
三
条
の
次
に
一
条
を

加
え
る
改
正
規
定
は
昭
和
五
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規

則
」
と
い
う
。
）
第
九
条
の
四
第
二
項
の
規
定
は
、
昭

和
五
十
四
年
度
分
の
個
人
の
市
町
村
民
税
か
ら
適
用

し
、
昭
和
五
十
三
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
市
町
村
民
税

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
規
則
第
五
号
の
九
様
式
は
、
昭
和
五
十
四
年
以
後

に
支
払
う
べ
き
退
職
手
当
等
（
地
方
税
法
第
二
十
三
条

第
一
項
第
六
号
及
び
同
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第

六
号
に
規
定
す
る
退
職
手
当
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

に
つ
い
て
適
用
し
、
同
年
前
に
支
払
う
べ
き
退
職
手
当

等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
固
定
資
産
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
改
正
前
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
以
下
「
旧
規

則
」
と
い
う
。
）
附
則
第
六
条
第
一
項
の
規
定
は
、
地

方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関

係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
四
年
政

令
第
六
十
七
号
）
附
則
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
令
に
よ
る

改
正
前
の
地
方
税
法
施
行
令
附
則
第
十
一
条
第
二
項
の

規
定
の
適
用
を
受
け
る
重
油
に
係
る
水
素
化
脱
硫
装
置

に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
そ

の
効
力
を
有
す
る
。

２
　
旧
規
則
附
則
第
六
条
第
五
項
の
規
定
は
、
地
方
税
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第

十
二
号
）
附
則
第
七
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ

の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
法
に
よ
る
改
正
前

の
地
方
税
法
附
則
第
十
五
条
第
七
項
の
規
定
の
適
用
を

受
け
る
電
子
計
算
機
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に

つ
い
て
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

３
　
旧
規
則
附
則
第
六
条
第
六
項
の
規
定
は
、
昭
和
三
十

九
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
の
間
に
取
得
さ
れ
た

そ
う槽

又
は
池
の
う
ち
冷
却
の
た
め

に
使
用
す
る
も
の
に
対
し
て
課
す
る
昭
和
五
十
六
年
度

ま
で
の
各
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お

そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中

「
第
十
六
条
の
七
第
五
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
地
方

税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
昭
和
五
十

四
年
自
治
省
令
第
八
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法

施
行
規
則
第
十
六
条
の
七
第
五
項
各
号
」
と
、
「
昭
和

五
十
三
年
一
月
一
日
」
と
あ
る
の
は
「
昭
和
五
十
四
年

三
月
三
十
一
日
」
と
、
「
租
税
特
別
措
置
法
第
十
一
条

第
一
項
又
は
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受

け
る
も
の
」
と
あ
る
の
は
「
租
税
特
別
措
置
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
十
五
号
）

に
よ
る
改
正
前
の
租
税
特
別
措
置
法
第
十
一
条
第
一
項

又
は
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
も

の
」
と
す
る
。

（
特
別
土
地
保
有
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
新
規
則
第
十
六
条
の
七
第
五
項
第
一
号
の
規
定

は
、
昭
和
五
十
四
年
四
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と

い
う
。
）
以
後
に
お
い
て
取
得
さ
れ
る
構
築
物
に
つ
い

て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
取
得
さ
れ
た
構
築
物
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
規
則
第
十
六
条
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
は
、
施

行
日
以
後
に
行
わ
れ
る
土
地
の
譲
渡
に
つ
い
て
適
用

し
、
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
土
地
の
譲
渡
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
自
動
車
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条
　
旧
規
則
附
則
第
十
一
条
第
三
号
の
規
定
は
、
施

行
日
前
の
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
取

得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
効
力
を
有
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
四
年
六
月
八
日
自
治
省
令
第

一
五
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
改
正
前
の
地
方
税
法
施
行
規
則
第
二
十
四
条
の
二
第

一
号
、
第
二
号
及
び
第
三
号
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の

施
行
の
日
前
の
日
に
お
け
る
雇
入
れ
に
係
る
同
条
第
一

号
、
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、

な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
四
年
九
月
二
八
日
自
治
省
令

第
二
四
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
適
用
区
分
）

第
二
条
　
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
第
十
七
号
様
式

別
表
は
、
昭
和
五
十
五
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税

及
び
市
町
村
民
税
か
ら
適
用
し
、
昭
和
五
十
四
年
度
分

ま
で
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
四
年
一
二
月
二
八
日
自
治
省

令
第
二
九
号
）
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（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
適
用
区
分
）

第
二
条
　
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
第
一
号
の
三
様

式
及
び
第
五
号
の
四
様
式
は
、
昭
和
五
十
五
年
度
分
の

個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
か
ら
適
用
し
、

昭
和
五
十
四
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び

市
町
村
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
五
年
三
月
三
一
日
自
治
省
令

第
六
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
五
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
六
条
の
四
及
び
第
十
八
条

の
二
の
改
正
規
定
は
同
年
六
月
一
日
か
ら
、
附
則
第
十

三
条
の
二
の
改
正
規
定
は
昭
和
五
十
六
年
四
月
一
日
か

ら
施
行
す
る
。

（
固
定
資
産
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規

則
」
と
い
う
。
）
附
則
第
五
条
第
五
項
第
二
号
の
規
定

は
、
昭
和
五
十
四
年
一
月
二
日
以
後
に
お
い
て
取
得
さ

れ
た
同
号
に
規
定
す
る
施
設
に
つ
い
て
、
昭
和
五
十
五

年
度
分
の
固
定
資
産
税
か
ら
適
用
す
る
。

２
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
四
項
及
び
第
七
項
の
規
定

は
、
昭
和
五
十
五
年
度
分
の
固
定
資
産
税
か
ら
適
用

し
、
昭
和
五
十
四
年
度
分
ま
で
の
固
定
資
産
税
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
昭
和
五
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
取
得
さ
れ
た

改
正
前
の
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
六
条
第
十
二
項

の
表
の
第
十
三
項
に
規
定
す
る
機
械
そ
の
他
の
設
備
に

対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

（
特
別
土
地
保
有
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
新
規
則
第
十
六
条
の
七
第
五
項
第
一
号
の
規
定

は
、
昭
和
五
十
五
年
一
月
二
日
以
後
に
お
い
て
取
得
さ

れ
る
構
築
物
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
取
得
さ
れ

た
構
築
物
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
規
則
第
十
六
条
の
七
第
十
項
の
表
の
第
二
号
の
規

定
は
、
昭
和
五
十
五
年
四
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」

と
い
う
。
）
以
後
に
お
い
て
取
得
さ
れ
る

し
や遮

音
覆
い
に

つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
取
得
さ
れ
た

し
や遮

音
覆
い

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
軽
油
引
取
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
新
規
則
第
十
八
条
の
二
の
規
定
（
木
材
注
薬
業

に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
昭
和
五
十
五
年
六
月

一
日
以
後
の
軽
油
の
引
取
り
に
対
し
て
課
す
べ
き
軽
油

引
取
税
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

（
事
業
所
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条
　
新
規
則
第
四
十
四
号
様
式
は
、
施
行
日
以
後
に

終
了
す
る
事
業
年
度
分
の
法
人
の
事
業
及
び
昭
和
五
十

五
年
以
後
の
年
分
の
個
人
の
事
業
（
施
行
日
前
に
廃
止

さ
れ
た
個
人
の
事
業
を
除
く
。
）
に
対
し
て
課
す
べ
き

地
方
税
法
第
七
百
一
条
の
三
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る

事
業
に
係
る
事
業
所
税
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
事

業
に
係
る
事
業
所
税
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、

施
行
日
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
分
の
法
人
の
事
業
並

び
に
同
年
前
の
年
分
の
個
人
の
事
業
及
び
施
行
日
前
に

廃
止
さ
れ
た
個
人
の
事
業
に
対
し
て
課
す
る
事
業
に
係

る
事
業
所
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
規
則
第
四
十
五
号
様
式
及
び
第
四
十
八
号
様
式

は
、
施
行
日
以
後
に
行
わ
れ
る
地
方
税
法
第
七
百
一
条

の
三
十
一
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
事
業
所
用
家
屋

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
事
業
所
用
家
屋
」
と
い
う

。
）
の
新
築
又
は
増
築
に
対
し
て
課
す
べ
き
地
方
税
法

第
七
百
一
条
の
三
十
二
第
二
項
に
規
定
す
る
新
増
設
に

係
る
事
業
所
税
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
新
増
設
に

係
る
事
業
所
税
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
施

行
日
前
に
行
わ
れ
た
事
業
所
用
家
屋
の
新
築
又
は
増
築

に
対
し
て
課
す
る
新
増
設
に
係
る
事
業
所
税
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
五
年
八
月
六
日
自
治
省
令
第

一
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
五
条
　
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施

行
規
則
第
十
七
条
の
九
第
一
項
の
規
定
は
、
昭
和
五
十

五
年
度
分
の
自
動
車
取
得
税
か
ら
適
用
し
、
昭
和
五
十

四
年
度
分
ま
で
の
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
五
年
一
二
月
三
日
自
治
省
令

第
二
三
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
六
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
号
の
四
様
式
、
第
五
号
の

七
様
式
、
第
五
号
の
十
二
様
式
及
び
第
十
七
号
様
式
別

表
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
適
用
区
分
）

第
二
条
　
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規

則
」
と
い
う
。
）
第
五
号
の
四
様
式
、
第
五
号
の
七
様

式
、
第
五
号
の
十
二
様
式
及
び
第
十
七
号
様
式
別
表

は
、
昭
和
五
十
六
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び

市
町
村
民
税
か
ら
適
用
し
、
昭
和
五
十
五
年
度
分
ま
で

の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
経
過
措
置
）

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
地
方
税

法
施
行
規
則
第
六
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
さ

れ
て
い
る
届
出
は
、
新
規
則
第
六
条
の
四
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
届
出
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
六
年
三
月
三
一
日
自
治
省
令

第
九
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
六
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、

当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
十
六
条
の
四
の
四
の
次
に
三
条
を
加
え
る
改
正

規
定
、
第
十
八
条
の
二
の
改
正
規
定
及
び
第
三
十
四

号
様
式
の
次
に
三
様
式
を
加
え
る
改
正
規
定
　
昭
和

五
十
六
年
六
月
一
日

二
　
第
二
十
四
条
の
二
十
一
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改

正
規
定
　
昭
和
五
十
六
年
十
月
一
日

三
　
第
二
十
四
条
の
九
第
二
号
の
改
正
規
定
　
都
市
計

画
法
及
び
建
築
基
準
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
三
十
五
号
）
の
施
行
の
日

四
　
第
十
六
条
の
十
四
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
、

第
十
六
条
の
十
五
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第

十
六
条
の
十
七
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
第

二
十
四
条
の
三
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
　

農
住
組
合
法
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
八
十
六
号
）

の
施
行
の
日

（
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規

則
」
と
い
う
。
）
第
一
号
の
三
様
式
は
、
昭
和
五
十
六

年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
か
ら

適
用
し
、
昭
和
五
十
五
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
道
府
県

民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

２
　
新
規
則
の
規
定
中
法
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村

民
税
に
関
す
る
部
分
は
、
昭
和
五
十
六
年
四
月
一
日

（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
終
了
す
る
事
業

年
度
分
の
法
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
並
び

に
施
行
日
以
後
の
解
散
又
は
合
併
に
よ
る
清
算
所
得
に

対
す
る
法
人
税
額
に
係
る
法
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市

町
村
民
税
（
清
算
所
得
に
対
す
る
法
人
税
を
課
さ
れ
る

法
人
の
清
算
中
の
事
業
年
度
に
係
る
法
人
税
額
並
び
に

残
余
財
産
の
一
部
分
配
に
よ
り
納
付
す
べ
き
法
人
税
額

に
係
る
法
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
を
含

む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
適
用

し
、
施
行
日
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
分
の
法
人
の
道

府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
並
び
に
施
行
日
前
の
解
散

又
は
合
併
に
よ
る
清
算
所
得
に
対
す
る
法
人
税
額
に
係

る
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
新
規
則
第
三
条
の
二

の
規
定
並
び
に
第
六
号
様
式
別
表
三
及
び
別
表
四
の
二

並
び
に
第
二
十
号
様
式
別
表
三
及
び
別
表
四
の
二
は
、

昭
和
五
十
六
年
八
月
一
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度

分
の
法
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
並
び
に
同

日
以
後
の
解
散
又
は
合
併
に
よ
る
清
算
所
得
に
対
す
る

法
人
税
額
に
係
る
法
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民

税
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度

分
の
法
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
並
び
に
同

日
前
の
解
散
又
は
合
併
に
よ
る
清
算
所
得
に
対
す
る
法

人
税
額
に
係
る
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
特
別
土
地
保
有
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
新
規
則
第
十
六
条
の
七
第
十
項
及
び
第
十
六
条

の
十
三
第
二
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
お
い
て
取

得
さ
れ
る
償
却
資
産
又
は
倉
庫
に
つ
い
て
適
用
し
、
施

行
日
前
に
取
得
さ
れ
た
償
却
資
産
又
は
倉
庫
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
事
業
所
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
新
規
則
第
二
十
四
条
の
九
第
一
号
の
規
定
並
び

に
第
四
十
四
号
様
式
別
表
四
及
び
第
四
十
五
号
様
式
別

表
三
は
、
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
分
の
法

人
の
事
業
及
び
昭
和
五
十
六
年
以
後
の
年
分
の
個
人
の

事
業
に
対
し
て
課
す
べ
き
地
方
税
法
第
七
百
一
条
の
三

十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
に
係
る
事
業
所
税
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
事
業
に
係
る
事
業
所
税
」
と
い

う
。
）
並
び
に
施
行
日
以
後
に
行
わ
れ
る
同
法
第
七
百

一
条
の
三
十
一
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
事
業
所
用

家
屋
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
事
業
所
用
家
屋
」
と

い
う
。
）
の
新
築
又
は
増
築
に
対
し
て
課
す
べ
き
同
法

第
七
百
一
条
の
三
十
二
第
二
項
に
規
定
す
る
新
増
設
に

係
る
事
業
所
税
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
増
設
に

係
る
事
業
所
税
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
施

行
日
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
分
の
法
人
の
事
業
及
び

同
年
前
の
年
分
の
個
人
の
事
業
に
対
し
て
課
す
る
事
業

に
係
る
事
業
所
税
並
び
に
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
事
業

所
用
家
屋
の
新
築
又
は
増
築
に
対
し
て
課
す
る
新
増
設

に
係
る
事
業
所
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
六
年
六
月
六
日
自
治
省
令
第

一
五
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
六
年
六
月
八
日
か
ら

施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
四
条
の
二
十
一
の
二
の

改
正
規
定
は
、
同
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
適
用
区
分
等
）

第
二
条
　
改
正
前
の
地
方
税
法
施
行
規
則
第
二
十
四
条
の

二
の
規
定
は
、
昭
和
五
十
六
年
六
月
八
日
前
に
雇
い
入

れ
ら
れ
た
同
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
五
号
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に
掲
げ
る
者
並
び
に
作
業
環
境
に
適
応
さ
せ
る
た
め
の

訓
練
を
同
日
前
に
受
け
始
め
た
同
条
第
四
号
に
掲
げ
る

者
に
つ
い
て
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
六
年
九
月
二
九
日
自
治
省
令

第
二
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
五
六
年
一
二
月
二
三
日
自
治
省

令
第
三
一
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
七
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
号
の
四
様
式
及
び
第
十
七

号
様
式
別
表
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規

則
」
と
い
う
。
）
第
三
条
、
第
五
条
、
第
十
条
及
び
第

十
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
く
申
告
書
等
の
様
式
に
つ
い

て
は
、
昭
和
五
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
改

正
前
の
地
方
税
法
施
行
規
則
の
規
定
に
基
づ
く
申
告
書

等
の
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
新
規
則
第
五
号
の
四
様
式
及
び
第
十
七
号
様
式
別
表

は
、
昭
和
五
十
七
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び

市
町
村
民
税
か
ら
適
用
し
、
昭
和
五
十
六
年
度
分
ま
で

の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
七
年
三
月
三
一
日
自
治
省
令

第
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
七
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
十
三
条
第
一
項
及
び
第

十
四
条
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規

定
は
、
昭
和
五
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
道
府
県
民
税
若
し
く
は
市
町
村
民
税
の
法
人
税
割
又

は
法
人
の
事
業
税
の
徴
収
猶
予
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規

則
」
と
い
う
。
）
第
一
号
様
式
、
第
一
号
の
二
様
式
、

第
一
号
の
二
の
二
様
式
及
び
第
一
号
の
二
の
三
様
式

は
、
昭
和
五
十
七
年
四
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と

い
う
。
）
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
道
府
県

民
税
若
し
く
は
市
町
村
民
税
の
法
人
税
割
又
は
法
人
の

事
業
税
（
地
方
税
法
及
び
国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交

付
金
及
び
納
付
金
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
十
号
）
附
則
第
三
条
に

規
定
す
る
特
定
中
間
申
告
書
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
特
定
中
間
申
告
書
」
と
い
う
。
）
に
係
る
道
府
県
民
税

若
し
く
は
市
町
村
民
税
の
法
人
税
割
又
は
法
人
の
事
業

税
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
終
了

し
た
事
業
年
度
に
係
る
道
府
県
民
税
若
し
く
は
市
町
村

民
税
の
法
人
税
割
又
は
法
人
の
事
業
税
及
び
特
定
中
間

申
告
書
に
係
る
道
府
県
民
税
若
し
く
は
市
町
村
民
税
の

法
人
税
割
又
は
法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

（
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
新
規
則
附
則
第
十
三
条
第
一
項
及
び
第
十
四
条

の
規
定
は
、
昭
和
五
十
八
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人

の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、

昭
和
五
十
七
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び

市
町
村
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
規
則
第
六
号
の
二
様
式
及
び
第
二
十
号
の
二
様
式

は
、
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
分
の
退
職
年

金
等
積
立
金
に
係
る
法
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村

民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
終
了
し
た
事
業

年
度
分
の
退
職
年
金
等
積
立
金
に
係
る
法
人
の
道
府
県

民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

（
法
人
の
事
業
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
新
規
則
第
六
号
様
式
、
第
六
号
様
式
別
表
五
及

び
第
八
号
様
式
は
、
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年

度
分
の
法
人
の
事
業
税
（
施
行
日
前
に
解
散
し
た
法
人

の
清
算
中
の
事
業
年
度
に
係
る
事
業
税
を
除
く
。
）
に

つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
分

の
法
人
の
事
業
税
及
び
施
行
日
前
に
解
散
し
た
法
人
の

清
算
中
の
事
業
年
度
に
係
る
事
業
税
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
固
定
資
産
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条
　
新
規
則
第
十
一
条
の
四
第
一
項
第
二
号
の
規
定

は
、
昭
和
五
十
七
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税

に
つ
い
て
適
用
し
、
昭
和
五
十
六
年
度
分
ま
で
の
固
定

資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
昭
和

五
十
七
年
政
令
第
七
十
五
号
）
附
則
第
五
条
第
五
項
の

規
定
に
よ
つ
て
読
み
替
え
ら
れ
た
改
正
後
の
地
方
税
法

施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）
附

則
第
十
一
条
第
十
九
項
に
規
定
す
る
自
治
省
令
で
定
め

る
肥
料
又
は
家
畜
の
飼
料
を
生
産
す
る
た
め
の
で
ん
粉

廃
液
の
濃
縮
設
備
、
果
実
の
果
皮
の
乾
燥
設
備
並
び
に

有
機
性
の
汚
泥
の
脱
水
設
備
及
び
乾
燥
設
備
は
、
次
に

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
で
ん
粉
廃
液
全
濃
縮
装
置
及
び
こ
れ
に
附
属
す
る

脱
汁
装
置
、
貯

り
ゆ
う

溜

装
置
、
加
温
装
置
、
消
泡
装
置
、

分
離
装
置
、
汽
缶
装
置
、
ポ
ン
プ
、
配
管
、
計
測
器

そ
の
他
の
附
属
設
備

二
　
租
税
特
別
措
置
法
第
十
一
条
第
一
項
又
は
第
四
十

三
条
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
乾
燥
装
置
及
び
こ

れ
に
附
属
す
る
搬
送
装
置
、
前
処
理
装
置
、
貯

り
ゆ
う

溜

装
置
、
破
砕
装
置
そ
の
他
の
附
属
設
備

三
　
租
税
特
別
措
置
法
第
十
一
条
第
一
項
又
は
第
四
十

三
条
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
脱
水
装
置
、
乾
燥

装
置
及
び
こ
れ
に
附
属
す
る
搬
送
装
置
、
貯

り
ゆ
う

溜

装

置
そ
の
他
の
附
属
設
備

（
特
別
土
地
保
有
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条
　
新
規
則
第
十
六
条
の
六
第
十
一
項
の
規
定
は
、

施
行
日
以
後
に
お
い
て
取
得
さ
れ
る
浮
基
礎
に
つ
い
て

適
用
し
、
施
行
日
前
に
取
得
さ
れ
た
浮
基
礎
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
七
年
七
月
二
三
日
自
治
省
令

第
一
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
五
条
　
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施

行
規
則
第
十
七
条
の
九
第
一
項
の
規
定
は
、
昭
和
五
十

七
年
度
分
の
自
動
車
取
得
税
か
ら
適
用
し
、
昭
和
五
十

六
年
度
分
ま
で
の
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
七
年
一
〇
月
二
五
日
自
治
省

令
第
二
三
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た

だ
し
、
第
十
八
条
の
改
正
規
定
、
第
十
五
号
の
二
様
式

か
ら
第
十
五
号
の
五
様
式
ま
で
、
第
十
五
号
の
六
の
二

様
式
及
び
第
十
五
号
の
七
様
式
の
改
正
規
定
並
び
に
第

三
十
六
号
様
式
の
次
に
一
様
式
を
加
え
る
改
正
規
定
並

び
に
附
則
第
三
条
の
規
定
は
、
昭
和
五
十
八
年
四
月
一

日
か
ら
施
行
す
る
。

（
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
関
す
る
規

定
の
適
用
等
）

第
二
条
　
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
第
五
号
の
四
様

式
、
第
五
号
の
五
様
式
及
び
第
十
七
号
様
式
別
表
は
、

昭
和
五
十
八
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民

税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
昭
和
五
十
七

年
度
分
ま
で
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
市
町
村
は
、
昭
和
五
十
七
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県

民
税
及
び
市
町
村
民
税
の
納
税
通
知
書
に
つ
い
て
は
、

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
施
行
規
則
第
二

条
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
料
理
飲
食
等
消
費
税
に
係
る
領
収
証
及
び
そ
の
写
し

の
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
道
府
県
は
、
料
理
飲
食
等
消
費
税
の
領
収
証
及

び
そ
の
写
し
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
の

省
令
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
施
行
規
則
第
九
条
の

三
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
三
月
三
一
日
自
治
省
令

第
一
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
八
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
法
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
関
す
る
経

過
措
置
）

第
二
条
　
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規

則
」
と
い
う
。
）
第
六
号
様
式
、
第
六
号
様
式
別
表
四

の
三
、
第
七
号
様
式
及
び
第
八
号
様
式
は
、
昭
和
五
十

八
年
四
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後

に
終
了
す
る
事
業
年
度
分
の
法
人
の
道
府
県
民
税
及
び

市
町
村
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
終
了
し

た
事
業
年
度
分
の
法
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民

税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
新
規
則
の

規
定
中
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
関
す
る
部
分

は
、
昭
和
五
十
八
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税

及
び
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
昭
和
五
十
七
年

度
分
ま
で
の
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
規
則
第
十
条
の
五
の
規
定
は
、
昭
和
五
十
七
年
一

月
二
日
以
後
に
取
得
さ
れ
た
同
条
に
規
定
す
る
障
壁
そ

の
他
の
構
築
物
に
対
し
て
課
す
る
昭
和
五
十
八
年
度
以

後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日

前
に
取
得
さ
れ
た
改
正
前
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
第

四
項
に
お
い
て
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
条
の
五

に
規
定
す
る
障
壁
そ
の
他
の
構
築
物
に
対
し
て
課
す
る

固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
新
規
則
第
十
一
条
の
二
及
び
新
規
則
附
則
第
六
条
第

十
四
項
の
規
定
は
、
昭
和
五
十
八
年
度
以
後
の
年
度
分

の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
昭
和
五
十
七
年
度

分
ま
で
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

４
　
昭
和
五
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
七
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
間
に
取
得
さ
れ
た
旧
規
則
附
則
第
六

条
第
十
二
項
の
表
の
第
二
項
に
規
定
す
る
機
械
そ
の
他

の
設
備
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

５
　
新
規
則
第
十
五
条
の
四
の
規
定
は
、
昭
和
五
十
九
年

度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
す

る
。
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６
　
新
規
則
附
則
第
八
条
の
三
第
六
項
第
三
号
イ
及
び
ロ

の
規
定
は
、
昭
和
五
十
七
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定

資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

（
特
別
土
地
保
有
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
新
規
則
第
十
六
条
の
十
三
第
二
項
の
規
定
は
、

施
行
日
以
後
に
お
い
て
取
得
さ
れ
る
施
設
に
つ
い
て
適

用
し
、
施
行
日
前
に
取
得
さ
れ
た
施
設
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
規
則
第
十
六
条
の
二
十
二
第
一
項
第
三
号
ロ

（
４
）
、
同
号
ハ
、
同
項
第
四
号
ロ
及
び
同
項
第
五
号
ロ

の
規
定
は
、
昭
和
五
十
七
年
一
月
一
日
以
後
に
同
項
第

三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
譲
渡
が
さ
れ
た
土
地

に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
掲
げ

る
譲
渡
が
さ
れ
た
土
地
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

（
自
動
車
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条
　
新
規
則
附
則
第
十
一
条
の
規
定
は
、
施
行
日
以

後
の
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
べ
き
自
動
車
取
得

税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
自
動
車
の
取
得
に

対
し
て
課
す
る
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

（
事
業
所
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条
　
新
規
則
第
二
十
四
条
の
八
第
九
項
及
び
第
二
十

四
条
の
十
二
（
法
第
七
百
一
条
の
三
十
二
第
一
項
に
規

定
す
る
事
業
に
係
る
事
業
所
税
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
事
業
に
係
る
事
業
所
税
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る

部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
終
了
す

る
事
業
年
度
分
の
法
人
の
事
業
及
び
昭
和
五
十
八
年
以

後
の
年
分
の
個
人
の
事
業
（
施
行
日
前
に
廃
止
さ
れ
た

個
人
の
事
業
を
除
く
。
）
に
対
し
て
課
す
べ
き
事
業
に

係
る
事
業
所
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
終
了

し
た
事
業
年
度
分
の
法
人
の
事
業
並
び
に
同
年
前
の
年

分
の
個
人
の
事
業
及
び
昭
和
五
十
八
年
分
の
個
人
の
事

業
で
施
行
日
前
に
廃
止
さ
れ
た
も
の
に
対
し
て
課
す
る

事
業
に
係
る
事
業
所
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

２
　
新
規
則
第
二
十
四
条
の
八
第
九
項
及
び
第
二
十
四
条

の
十
二
（
法
第
七
百
一
条
の
三
十
二
第
二
項
に
規
定
す

る
新
増
設
に
係
る
事
業
所
税
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
新
増
設
に
係
る
事
業
所
税
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
部

分
に
限
る
。
）
並
び
に
第
二
十
四
条
の
十
三
の
規
定
は
、

施
行
日
以
後
に
行
わ
れ
る
法
第
七
百
一
条
の
三
十
一
第

一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
事
業
所
用
家
屋
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
事
業
所
用
家
屋
」
と
い
う
。
）
の
新
築

又
は
増
築
に
対
し
て
課
す
べ
き
新
増
設
に
係
る
事
業
所

税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
事
業
所

用
家
屋
の
新
築
又
は
増
築
に
対
し
て
課
す
る
新
増
設
に

係
る
事
業
所
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
七
月
一
日
自
治
省
令
第

二
一
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た

だ
し
、
第
一
条
の
五
及
び
第
一
条
の
七
第
二
十
二
号
の

改
正
規
定
は
、
昭
和
五
十
八
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
昭
和
五
十
八
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及

び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
は
、
改
正
前
の
地
方
税
法
施

行
規
則
第
五
号
の
四
様
式
、
第
五
号
の
七
様
式
、
第
五

号
の
十
様
式
、
第
五
号
の
十
二
様
式
及
び
第
十
七
号
様

式
別
表
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
昭
和
五
十

七
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民

税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
一
〇
月
一
三
日
自
治
省

令
第
二
四
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
九
年
一
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
次
項
に
定
め
る
も
の
を
除
き
、
改
正
後
の
地
方

税
法
施
行
規
則
の
規
定
中
固
定
資
産
税
に
関
す
る
部
分

は
、
昭
和
五
十
九
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税

に
つ
い
て
適
用
し
、
昭
和
五
十
八
年
度
分
ま
で
の
固
定

資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
償
却
資
産
に
係
る
申
告
書
に
つ
い
て
は
、
昭
和
六
十

年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
改
正
前
の
地
方
税
法

施
行
規
則
第
二
十
六
号
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
一
二
月
一
七
日
自
治
省

令
第
二
九
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
第
二
十
四
号
様
式
及
び
第
二
十
五
号
様
式
の
改
正

規
定
は
昭
和
五
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
、
第
三
十
六
号

様
式
及
び
第
三
十
八
号
様
式
か
ら
第
三
十
九
号
の
二
様

式
ま
で
の
改
正
規
定
は
昭
和
六
十
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
適
用
区
分
）

２
　
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
第
十
七
条
の
九
及
び

第
二
十
一
条
、
地
方
道
路
譲
与
税
法
施
行
規
則
第
二

条
、
石
油
ガ
ス
譲
与
税
法
施
行
規
則
第
二
条
並
び
に
自

動
車
重
量
譲
与
税
法
施
行
規
則
第
二
条
の
規
定
は
、
昭

和
五
十
八
年
度
分
の
自
動
車
取
得
税
、
軽
油
引
取
税
、

地
方
道
路
譲
与
税
、
石
油
ガ
ス
譲
与
税
及
び
自
動
車
重

量
譲
与
税
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
三
月
三
一
日
自
治
省
令

第
五
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
九
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
五
の
次
に
一
条
を
加

え
る
改
正
規
定
、
第
五
号
の
八
様
式
の
改
正
規
定
、
第

五
号
の
十
四
様
式
の
次
に
一
様
式
を
加
え
る
改
正
規
定

並
び
に
附
則
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
昭

和
五
十
九
年
七
月
一
日
か
ら
、
第
一
条
の
九
の
次
に
一

条
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
附
則
第
三
条
第
三
項
の
規

定
は
昭
和
六
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
法
人
の
道
府
県
民
税
若
し
く
は
市
町
村
民
税
又
は
法

人
の
事
業
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
改
正
前
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
以
下
「
旧
規

則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
三
の
四
の
規
定
並
び
に
第

一
号
様
式
、
第
一
号
の
二
様
式
、
第
一
号
の
二
の
二
様

式
及
び
第
一
号
の
二
の
三
様
式
は
、
昭
和
五
十
九
年
四

月
一
日
（
次
項
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前

に
終
了
し
た
事
業
年
度
に
係
る
法
人
の
道
府
県
民
税
若

し
く
は
市
町
村
民
税
又
は
法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て

は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

２
　
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」

と
い
う
。
）
第
一
号
様
式
、
第
一
号
の
二
様
式
、
第
六

号
様
式
、
第
七
号
様
式
、
第
八
号
様
式
、
第
九
号
様

式
、
第
十
号
様
式
、
第
十
一
号
様
式
、
第
二
十
号
様

式
、
第
二
十
号
の
三
様
式
、
第
二
十
一
号
様
式
、
第
二

十
二
号
様
式
、
第
二
十
二
号
の
二
様
式
及
び
第
二
十
二

号
の
三
様
式
は
、
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度

に
係
る
法
人
の
道
府
県
民
税
若
し
く
は
市
町
村
民
税
又

は
法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
終

了
し
た
事
業
年
度
に
係
る
法
人
の
道
府
県
民
税
若
し
く

は
市
町
村
民
税
又
は
法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
関
す
る
経

過
措
置
）

第
三
条
　
昭
和
六
十
年
七
月
一
日
前
に
個
人
の
道
府
県
民

税
及
び
市
町
村
民
税
の
特
別
徴
収
義
務
者
が
法
第
五
十

条
の
五
及
び
第
三
百
二
十
八
条
の
五
第
二
項
の
納
入
申

告
書
を
市
町
村
長
に
提
出
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
納

入
申
告
書
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
旧
規
則
第
二
条
第
二

項
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
昭
和
六
十
年
七
月
一
日
前
に
個
人
の
道
府
県
民
税
及

び
市
町
村
民
税
の
特
別
徴
収
義
務
者
が
当
該
特
別
徴
収

に
係
る
納
入
金
を
納
入
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
納
入

金
に
添
え
る
納
入
書
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
従
前
の
例

に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
昭
和
五
十
九
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
に
締
結
さ
れ

る
地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
昭
和

五
十
九
年
政
令
第
六
十
一
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
地
方

税
法
施
行
令
第
七
条
の
十
五
の
三
第
一
項
第
三
号
に
掲

げ
る
契
約
に
係
る
新
規
則
第
一
条
の
十
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
昭
和
六
十
年
度
分
及
び
昭
和
六
十
一
年

度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
限

り
、
同
条
第
三
号
中
「
次
に
掲
げ
る
要
件
」
と
あ
る
の

は
「
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
要
件
」
と
、
同
号
ハ
中

「
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
年
金
共
済
契
約
に
基
づ
き
支

払
う
べ
き
年
金
の
額
（
年
金
の
支
払
開
始
日
か
ら
一
定

の
期
間
内
に
年
金
受
取
人
が
死
亡
し
て
も
な
お
年
金
を

支
払
う
旨
の
定
め
の
あ
る
年
金
共
済
契
約
に
あ
つ
て

は
、
当
該
一
定
の
期
間
内
に
支
払
う
べ
き
年
金
の
額
と

す
る
。
）
の
一
部
を
一
括
し
て
支
払
う
旨
の
定
め
が
な

い
こ
と
」
と
あ
る
の
は
「
で
あ
る
こ
と
」
と
す
る
。

（
固
定
資
産
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
新
規
則
第
十
一
条
の
四
の
規
定
は
、
昭
和
五
十

九
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用

し
、
昭
和
五
十
八
年
度
分
ま
で
の
固
定
資
産
税
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十

九
年
法
律
第
七
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
改
正

法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
改
正
法
に
よ
る

改
正
前
の
地
方
税
法
附
則
第
十
五
条
第
八
項
に
規
定
す

る
償
却
資
産
の
う
ち
産
業
廃
棄
物
（
改
正
法
に
よ
る
改

正
後
の
地
方
税
法
附
則
第
十
五
条
第
七
項
に
規
定
す
る

産
業
廃
棄
物
を
除
く
。
）
の
処
理
の
用
に
供
す
る
償
却

資
産
に
対
し
て
課
す
る
昭
和
六
十
年
度
分
ま
で
の
固
定

資
産
税
に
つ
い
て
は
、
旧
規
則
附
則
第
六
条
第
六
項
の

規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
同
項
中
「
政
令
」
と
あ
る
の
は
、
「
地
方
税
法

施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
九
年
政

令
第
六
十
一
号
）
附
則
第
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
令
に
よ
る
改
正

前
の
地
方
税
法
施
行
令
」
と
す
る
。

（
自
動
車
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条
　
新
規
則
第
十
七
条
の
九
第
二
項
、
第
十
七
条
の

十
第
四
項
及
び
第
十
七
条
の
十
一
第
二
項
の
規
定
は
、

昭
和
五
十
九
年
度
以
後
の
年
度
分
の
自
動
車
取
得
税
に

つ
い
て
適
用
し
、
昭
和
五
十
八
年
度
分
ま
で
の
自
動
車

取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
軽
油
引
取
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条
　
新
規
則
第
十
九
条
第
一
項
、
第
二
十
一
条
第
二

項
及
び
第
二
十
二
条
第
四
項
の
規
定
は
、
昭
和
五
十
九

年
度
以
後
の
年
度
分
の
軽
油
引
取
税
に
つ
い
て
適
用

し
、
昭
和
五
十
八
年
度
分
ま
で
の
軽
油
引
取
税
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
六
月
二
九
日
自
治
省
令

第
一
六
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た

だ
し
、
附
則
第
六
条
第
一
項
の
改
正
規
定
は
、
昭
和
五

十
九
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
関
す
る
経

過
措
置
）

第
二
条
　
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
第
十
七
号
様
式

別
表
は
、
昭
和
六
十
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
道

府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
昭
和

五
十
九
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町

村
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
一
二
月
六
日
自
治
省
令

第
二
九
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
第
五
号
の
四
様
式

は
、
昭
和
六
十
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県

民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
昭
和
五
十

九
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民

税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
一
二
月
二
六
日
自
治
省

令
第
三
二
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
法
人
の
道
府
県
民
税
、
市
町
村
民
税
及
び
都
民

税
並
び
に
法
人
の
事
業
税
に
係
る
地
方
団
体
の
徴
収
金

を
納
付
す
る
者
が
当
該
地
方
団
体
の
徴
収
金
を
納
付
す

る
場
合
に
お
け
る
当
該
地
方
団
体
の
徴
収
金
に
添
え
る

納
付
書
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
十
九
年
十
二
月

二
十
五
日
に
お
い
て
当
該
地
方
団
体
の
徴
収
金
に
添
え

る
納
付
書
の
様
式
が
光
学
式
文
字
読
み
取
り
方
式
で
あ

る
場
合
に
限
り
、
当
分
の
間
、
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と

が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
二
月
二
六
日
自
治
省
令

第
四
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
道
府
県
た
ば
こ
消
費
税
及
び
市
町
村
た
ば
こ
消
費
税

に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
の
規
定
中
道
府

県
た
ば
こ
消
費
税
及
び
市
町
村
た
ば
こ
消
費
税
に
関
す

る
部
分
は
、
昭
和
六
十
年
四
月
一
日
以
後
に
行
わ
れ
た

地
方
税
法
及
び
国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
及
び

納
付
金
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭

和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
後
の
地
方
税
法
第
七
十
四
条
の
四
第
一
項
に
規

定
す
る
売
渡
し
等
に
係
る
製
造
た
ば
こ
に
対
し
て
課
す

べ
き
道
府
県
た
ば
こ
消
費
税
及
び
同
法
第
四
百
六
十
七

条
第
一
項
に
規
定
す
る
売
渡
し
等
に
係
る
製
造
た
ば
こ

に
対
し
て
課
す
べ
き
市
町
村
た
ば
こ
消
費
税
に
つ
い
て

適
用
し
、
同
日
前
に
日
本
専
売
公
社
が
売
り
渡
し
た
製

造
た
ば
こ
に
対
し
て
課
す
る
道
府
県
た
ば
こ
消
費
税
及

び
市
町
村
た
ば
こ
消
費
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
三
月
三
〇
日
自
治
省
令

第
一
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当

該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
十
八
条
の
二
及
び
第
三
十
六
号
様
式
の
改
正
規

定
並
び
に
附
則
第
四
条
の
規
定
　
昭
和
六
十
年
十
月

一
日

二
　
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
（
「
雇
用
保
険
法
施

行
規
則
」
と
あ
る
の
を
「
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
等

の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
八
年
労
働
省

令
第
六
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
雇
用
保
険
法
施
行
規

則
」
と
読
み
替
え
る
部
分
に
限
る
。
）
　
昭
和
六
十
一

年
一
月
一
日

三
　
附
則
第
十
三
条
の
二
の
改
正
規
定
　
昭
和
六
十
一

年
四
月
一
日

（
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
関
す
る
経

過
措
置
）

第
二
条
　
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規

則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す

る
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い

て
、
地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
昭
和
五
十
九
年
自
治
省
令
第
五
号
。
次
項
に
お
い
て

「
昭
和
五
十
九
年
改
正
省
令
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
条

第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
と
き
は
、
同
項
中
「
昭
和

六
十
年
七
月
一
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
昭
和
六
十
一
年

七
月
一
日
」
と
す
る
。

２
　
新
規
則
第
二
条
の
六
に
規
定
す
る
や
む
を
得
な
い
事

情
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
昭
和
五
十
九
年

改
正
省
令
附
則
第
三
条
第
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
と

き
は
、
同
項
中
「
昭
和
六
十
年
七
月
一
日
」
と
あ
る
の

は
、
「
昭
和
六
十
一
年
七
月
一
日
」
と
す
る
。

（
固
定
資
産
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
新
規
則
第
十
条
の
三
の
規
定
は
、
昭
和
六
十
年

度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、

昭
和
五
十
九
年
度
分
ま
で
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
昭
和
五
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
九
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
間
に
取
得
さ
れ
た
改
正
前
の
地
方
税

法
施
行
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
附
則
第

六
条
第
九
項
の
表
の
第
十
三
項
に
規
定
す
る
機
械
そ
の

他
の
設
備
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
昭
和
五
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
十
九
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
間
に
取
得
さ
れ
た
旧
規
則
附
則
第
六

条
第
十
二
項
の
表
の
第
四
項
に
規
定
す
る
機
械
そ
の
他

の
設
備
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
軽
油
引
取
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
新
規
則
第
十
八
条
の
二
第
六
項
の
規
定
は
、
昭

和
六
十
年
十
月
一
日
以
後
の
軽
油
の
引
取
り
に
対
し
て

課
す
べ
き
軽
油
引
取
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
の

軽
油
の
引
取
り
に
対
し
て
課
す
る
軽
油
引
取
税
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
事
業
所
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条
　
旧
規
則
第
二
十
四
条
の
二
の
規
定
（
同
条
第
二

号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
昭
和
六
十
二
年
十
二

月
三
十
一
日
ま
で
に
同
号
に
掲
げ
る
者
が
あ
る
場
合
に

お
け
る
同
日
ま
で
に
開
始
す
る
事
業
年
度
分
の
法
人
の

事
業
及
び
昭
和
六
十
二
年
以
前
の
年
分
の
個
人
の
事
業

に
対
し
て
課
す
べ
き
地
方
税
法
（
次
項
に
お
い
て

「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
百
一
条
の
三
十
二
第
一
項
に
規

定
す
る
事
業
に
係
る
事
業
所
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
そ

の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
旧
規
則
第

二
十
四
条
の
二
の
見
出
し
中
「
政
令
」
と
あ
る
の
は

「
旧
政
令
」
と
、
同
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
政

令
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
税
法
施
行
令
及
び
国
有
資
産

等
所
在
市
町
村
交
付
金
及
び
納
付
金
に
関
す
る
法
律
施

行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
昭
和
六
十
年
政
令
第

六
十
三
号
）
附
則
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お

そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
令
に
よ
る
改
正

前
の
政
令
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
政
令
」
と
い

う
。
）
」
と
、
同
条
第
二
号
中
「
政
令
」
と
あ
る
の
は

「
旧
政
令
」
と
、
「
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
」
と
あ
る
の

は
「
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省

令
（
昭
和
五
十
八
年
労
働
省
令
第
六
号
）
に
よ
る
改
正

前
の
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
」
と
す
る
。

２
　
旧
規
則
第
二
十
四
条
の
十
七
の
規
定
は
、
昭
和
六
十

年
四
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
行

わ
れ
た
法
第
七
百
一
条
の
三
十
一
第
一
項
第
七
号
に
規

定
す
る
事
業
所
用
家
屋
の
新
築
又
は
増
築
に
対
し
て
課

す
る
法
第
七
百
一
条
の
三
十
二
第
二
項
に
規
定
す
る
新

増
設
に
係
る
事
業
所
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
そ
の
効
力

を
有
す
る
。

（
法
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
関
す
る
経

過
措
置
）

第
六
条
　
新
規
則
第
六
号
様
式
、
第
六
号
様
式
別
表
一
、

第
七
号
様
式
、
第
八
号
様
式
、
第
十
号
様
式
、
第
二
十

号
様
式
、
第
二
十
号
様
式
別
表
一
、
第
二
十
号
の
三
様

式
、
第
二
十
一
号
様
式
及
び
第
二
十
二
号
の
二
様
式

は
、
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
法
人

の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、

施
行
日
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
分
の
法
人
の
道
府
県

民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

（
事
業
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
七
条
　
新
規
則
第
六
号
様
式
別
表
五
、
第
六
号
様
式
別

表
五
の
二
及
び
第
六
号
様
式
別
表
十
の
二
は
、
施
行
日

以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
分
の
法
人
の
事
業
税
に
つ

い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
分
の

法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

２
　
新
規
則
第
十
四
号
の
二
様
式
は
、
昭
和
六
十
一
年
以

後
の
年
の
年
中
に
お
け
る
事
業
の
所
得
に
対
し
て
課
す

る
個
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
昭
和
六
十
年
以

前
の
年
の
年
中
に
お
け
る
事
業
の
所
得
に
対
し
て
課
す

る
個
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
一
一
月
二
六
日
自
治
省

令
第
二
六
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
第
一
号
の
三
様
式
及

び
第
五
号
の
四
様
式
は
、
昭
和
六
十
一
年
度
以
後
の
年

度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い

て
適
用
し
、
昭
和
六
十
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
道
府
県

民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
一
年
三
月
三
一
日
自
治
省
令

第
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
一
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
手
持
品
課
税
に
係
る
道
府
県
た
ば
こ
消
費
税
の
申
告

方
法
等
）

第
二
条
　
地
方
税
法
及
び
国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付

金
及
び
納
付
金
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
十
四
号
。
以
下
「
改
正
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法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
五
条
第
三
項
の
申
告
書
及
び

こ
れ
に
係
る
修
正
申
告
書
の
様
式
は
、
別
記
第
一
号
様

式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２
　
改
正
法
附
則
第
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
卸
売
販

売
業
者
等
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
「
卸
売
販
売
業

者
等
」
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
小
売

販
売
業
者
が
道
府
県
た
ば
こ
消
費
税
に
係
る
地
方
団
体

の
徴
収
金
を
納
付
す
る
と
き
は
、
当
該
地
方
団
体
の
徴

収
金
に
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規

則
」
と
い
う
。
）
第
十
六
号
の
四
様
式
に
よ
る
納
付
書

を
添
え
て
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
改
正
法
附
則
第
五
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
又

は
還
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
卸
売
販
売
業
者
等
は
、
新

規
則
第
八
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
改
正
法
第
一
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
（
以
下
「
新
法
」
と
い

う
。
）
第
七
十
四
条
の
十
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
又

は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
に
添
付
す
べ
き
新
規

則
第
十
六
号
の
五
様
式
に
よ
る
書
類
中
「
返
還
の
理
由

及
び
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
」
欄
に
、
当
該
控

除
又
は
還
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
製
造
た
ば
こ
に
つ
い

て
改
正
法
附
則
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
道
府
県

た
ば
こ
消
費
税
が
課
さ
れ
た
、
又
は
課
さ
れ
る
べ
き
で

あ
つ
た
旨
を
証
す
る
に
足
り
る
書
類
に
基
づ
い
て
、
当

該
製
造
た
ば
こ
の
本
数
を
そ
の
品
目
ご
と
に
記
載
し
た

上
で
同
様
式
に
よ
る
書
類
を
同
申
告
書
に
添
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
個
人
の
市
町
村
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
新
規
則
附
則
第
十
五
条
の
規
定
は
、
昭
和
六
十

一
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
市
町
村
民
税
に
つ
い

て
適
用
し
、
昭
和
六
十
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
市
町
村

民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
改
正
法
附
則
第
七
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
改
正
法

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
附
則
第
三

十
五
条
の
二
の
二
及
び
第
三
十
五
条
の
三
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
改
正
前
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
以

下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
六
条
及
び
第
十

七
条
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
旧
規
則
附
則
第
十
六
条
中
「
租
税
特
別

措
置
法
施
行
規
則
」
と
あ
る
の
は
「
租
税
特
別
措
置
法

施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
昭
和
六
十
年
大

蔵
省
令
第
十
六
号
）
附
則
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
な
お

そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
令
に
よ
る
改
正

前
の
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
次
条
に
お
い
て

「
旧
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
」
と
、

「
政
令
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
税
法
施
行
令
及
び
国
有

資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
及
び
納
付
金
に
関
す
る
法

律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
昭
和
六
十
一
年

政
令
第
八
十
二
号
）
附
則
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
令
第
一

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
施
行
令
（
次
条

に
お
い
て
「
旧
令
」
と
い
う
。
）
」
と
、
「
自
治
省
令
」

と
あ
る
の
は
「
総
務
省
令
」
と
、
旧
規
則
附
則
第
十
七

条
中
「
政
令
」
と
あ
る
の
は
「
旧
令
」
と
、
「
租
税
特

別
措
置
法
施
行
規
則
」
と
あ
る
の
は
「
旧
租
税
特
別
措

置
法
施
行
規
則
」
と
、
「
法
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
税

法
及
び
国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
及
び
納
付
金

に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十

一
年
法
律
第
十
四
号
）
附
則
第
七
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
法
第

一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
」
と
す
る
。

（
固
定
資
産
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
新
規
則
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
は
、
昭
和
六

十
一
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適

用
し
、
昭
和
六
十
年
度
分
ま
で
の
固
定
資
産
税
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
旧
規
則
附
則
第
五
条
第
七
項
に
規
定
す
る
設
備
に
対

し
て
課
す
る
昭
和
六
十
年
度
分
ま
で
の
固
定
資
産
税
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
手
持
品
課
税
に
係
る
市
町
村
た
ば
こ
消
費
税
の
申
告

方
法
等
）

第
五
条
　
改
正
法
附
則
第
九
条
第
三
項
の
申
告
書
及
び
こ

れ
に
係
る
修
正
申
告
書
の
様
式
は
、
別
記
第
二
号
様
式

に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２
　
改
正
法
附
則
第
九
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
卸
売
販

売
業
者
等
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
卸
売
販
売
業
者

等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
小
売
販
売

業
者
が
市
町
村
た
ば
こ
消
費
税
に
係
る
地
方
団
体
の
徴

収
金
を
納
付
す
る
と
き
は
、
当
該
地
方
団
体
の
徴
収
金

に
新
規
則
第
三
十
四
号
の
二
の
五
様
式
に
よ
る
納
付
書

を
添
え
て
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
附
則
第
二
条
第
三
項
の
規
定
は
、
改
正
法
附
則
第
九

条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
又
は
還
付
を
受
け
よ
う

と
す
る
卸
売
販
売
業
者
等
が
当
該
控
除
又
は
還
付
に
係

る
新
法
第
四
百
七
十
三
条
第
一
項
、
第
二
項
又
は
第
四

項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
提
出
す
る
場
合
に
つ
い
て

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
第
五
条
第
二
項
」

と
あ
る
の
は
「
第
九
条
第
二
項
」
と
、
「
道
府
県
た
ば

こ
消
費
税
」
と
あ
る
の
は
「
市
町
村
た
ば
こ
消
費
税
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４
　
前
三
項
の
規
定
は
、
特
別
区
た
ば
こ
消
費
税
に
つ
い

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
別

記
第
二
号
様
式
」
と
あ
る
の
は
「
別
記
第
三
号
様
式
」

と
、
第
二
項
及
び
前
項
中
「
市
町
村
た
ば
こ
消
費
税
」

と
あ
る
の
は
「
特
別
区
た
ば
こ
消
費
税
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。

（
電
気
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条
　
新
規
則
第
十
六
条
の
三
の
規
定
は
、
昭
和
六
十

一
年
四
月
一
日
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て

「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
使
用
す
る
電
気
に
対
し

て
課
す
べ
き
電
気
税
（
特
別
徴
収
に
係
る
電
気
税
に
あ

つ
て
は
、
施
行
日
以
後
に
収
納
す
べ
き
料
金
に
係
る
も

の
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
使
用
し
た
電
気

に
対
し
て
課
す
る
電
気
税
（
特
別
徴
収
に
係
る
電
気
税

に
あ
つ
て
は
、
施
行
日
前
に
収
納
し
た
、
又
は
収
納
す

べ
き
で
あ
つ
た
料
金
に
係
る
も
の
）
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
特
別
土
地
保
有
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
七
条
　
新
規
則
第
十
六
条
の
六
第
十
項
の
規
定
（
土
地

に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
関
す
る
部
分
に

限
る
。
）
は
、
昭
和
六
十
一
年
度
以
後
の
年
度
分
の
土

地
に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
つ
い
て
適
用

し
、
昭
和
六
十
年
度
分
ま
で
の
土
地
に
対
し
て
課
す
る

特
別
土
地
保
有
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

２
　
新
規
則
第
十
六
条
の
六
第
十
項
の
規
定
（
土
地
の
取

得
に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
関
す
る
部
分

に
限
る
。
）
は
、
施
行
日
以
後
の
土
地
の
取
得
に
対
し

て
課
す
べ
き
特
別
土
地
保
有
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施

行
日
前
の
土
地
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保

有
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

別
記
第
一
号
様
式

（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ｂ
５
）
（
地
方
税
法
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
昭
和
六
十
一
年
自
治
省
令
第
六

号
）
附
則
第
二
条
関
係
）

（
略
）

別
記
第
二
号
様
式

（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ｂ
５
）
（
地
方
税
法
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
昭
和
六
十
一
年
自
治
省
令
第
六

号
）
附
則
第
五
条
関
係
）

（
略
）

別
記
第
三
号
様
式

（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ｂ
５
）
（
地
方
税
法
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
昭
和
六
十
一
年
自
治
省
令
第
六

号
）
附
則
第
五
条
関
係
）

（
略
）

附
　
則
　
（
昭
和
六
一
年
五
月
三
〇
日
自
治
省
令

第
一
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
三
月
三
〇
日
自
治
省
令

第
九
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
二
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
固
定
資
産
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規

則
」
と
い
う
。
）
第
十
条
の
七
及
び
附
則
第
八
条
の
三

の
二
の
規
定
は
、
昭
和
六
十
三
年
度
以
後
の
年
度
分
の

固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
昭
和
六
十
二
年
度
分

ま
で
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。

２
　
改
正
前
の
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
六
条
第
十
七

項
の
規
定
は
、
昭
和
六
十
二
年
四
月
一
日
前
に
取
得
さ

れ
た
同
項
に
規
定
す
る
償
却
資
産
に
対
し
て
課
す
る
固

定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中

「
法
附
則
第
十
五
条
第
十
九
項
に
規
定
す
る
自
治
省
令
」

と
あ
る
の
は
「
地
方
税
法
及
び
国
有
資
産
等
所
在
市
町

村
交
付
金
及
び
納
付
金
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
九
十
四
号
。
以
下

本
項
に
お
い
て
「
国
鉄
関
連
改
正
法
」
と
い
う
。
）
第

一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
附
則
第
十
五

条
第
十
九
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
」
と
し
、
同
項
第

一
号
及
び
第
三
号
中
「
法
附
則
第
十
五
条
第
十
九
項
」

と
あ
る
の
は
「
国
鉄
関
連
改
正
法
第
一
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
前
の
地
方
税
法
附
則
第
十
五
条
第
十
九
項
」

と
、
「
国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
及
び
納
付
金

に
関
す
る
法
律
」
と
あ
る
の
は
「
国
鉄
関
連
改
正
法
第

二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
有
資
産
等
所
在
市
町

村
交
付
金
及
び
納
付
金
に
関
す
る
法
律
」
と
、
「
法
第

三
百
四
十
九
条
の
三
第
二
十
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
国

鉄
関
連
改
正
法
附
則
第
三
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
な

お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
国
鉄
関
連
改
正
法
第

一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
第
三
百
四
十

九
条
の
三
第
二
十
三
項
」
と
す
る
。

（
自
動
車
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
新
規
則
附
則
第
十
一
条
及
び
第
十
一
条
の
二
の

規
定
は
、
昭
和
六
十
二
年
四
月
一
日
以
後
に
取
得
す
る

自
動
車
に
対
し
て
課
す
べ
き
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て

適
用
し
、
同
日
前
に
取
得
す
る
自
動
車
に
対
し
て
課
す

る
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
三
月
三
一
日
自
治
省
令

第
一
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
二
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。
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（
法
人
の
道
府
県
民
税
若
し
く
は
市
町
村
民
税
又
は
法

人
の
事
業
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規

則
」
と
い
う
。
）
第
六
号
様
式
、
第
六
号
様
式
別
表
五
、

第
六
号
様
式
別
表
五
の
二
、
第
八
号
様
式
、
第
十
号
様

式
、
第
二
十
一
号
様
式
及
び
第
二
十
二
号
の
二
様
式

は
、
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
法
人

の
道
府
県
民
税
若
し
く
は
市
町
村
民
税
又
は
法
人
の
事

業
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
終
了
し
た
事
業

年
度
に
係
る
法
人
の
道
府
県
民
税
若
し
く
は
市
町
村
民

税
又
は
法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

（
固
定
資
産
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
新
規
則
第
十
条
の
三
の
規
定
は
、
昭
和
六
十
二

年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用

し
、
昭
和
六
十
一
年
度
分
ま
で
の
固
定
資
産
税
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
昭
和
六
十
一
年
一
月
一
日
ま
で
の
間
に
建
設
さ
れ

た
ト
ン
ネ
ル
に
対
し
て
課
す
る
昭
和
六
十
二
年
度
分
の

固
定
資
産
税
に
係
る
新
規
則
第
十
条
の
三
第
一
項
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
奈
良
市
の
区
域
、

生
駒
市
の
区
域
、
東
大
阪
市
の
区
域
」
と
あ
る
の
は

「
奈
良
市
の
区
域
」
と
、
「
除
く
。
）
並
び
に
国
有
資
産

等
所
在
市
町
村
交
付
金
及
び
納
付
金
に
関
す
る
法
律
施

行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
昭
和
六
十
二
年
自

治
省
令
第
十
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
国
有
資
産
等
所
在

市
町
村
交
付
金
及
び
納
付
金
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

（
昭
和
三
十
一
年
総
理
府
令
第
三
十
一
号
）
第
一
条
の

四
第
一
項
に
規
定
す
る
区
域
（
東
京
都
の
特
別
区
の
存

す
る
区
域
、
川
崎
市
の
区
域
及
び
横
浜
市
の
区
域
を
除

く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
除
く
。
）
」
と
す
る
。

（
事
業
所
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
新
規
則
第
二
十
四
条
の
六
第
二
項
の
規
定
は
、

昭
和
六
十
二
年
四
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い

う
。
）
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
分
の
法
人
の
事
業

及
び
昭
和
六
十
二
年
以
後
の
年
分
の
個
人
の
事
業
（
施

行
日
前
に
廃
止
さ
れ
た
個
人
の
事
業
を
除
く
。
）
に
対

し
て
課
す
べ
き
地
方
税
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

第
七
百
一
条
の
三
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
に
係

る
事
業
所
税
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
事
業
に
係
る

事
業
所
税
」
と
い
う
。
）
並
び
に
施
行
日
以
後
に
行
わ

れ
る
法
第
七
百
一
条
の
三
十
一
第
一
項
第
七
号
に
規
定

す
る
事
業
所
用
家
屋
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
事
業

所
用
家
屋
」
と
い
う
。
）
の
新
築
又
は
増
築
に
対
し
て

課
す
べ
き
法
第
七
百
一
条
の
三
十
二
第
二
項
に
規
定
す

る
新
増
設
に
係
る
事
業
所
税
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
新
増
設
に
係
る
事
業
所
税
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
適

用
し
、
施
行
日
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
分
の
法
人
の

事
業
並
び
に
同
年
前
の
年
分
の
個
人
の
事
業
及
び
昭
和

六
十
二
年
分
の
個
人
の
事
業
で
施
行
日
前
に
廃
止
さ
れ

た
も
の
に
対
し
て
課
す
る
事
業
に
係
る
事
業
所
税
並
び

に
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
事
業
所
用
家
屋
の
新
築
又
は

増
築
に
対
し
て
課
す
る
新
増
設
に
係
る
事
業
所
税
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
昭
和
六
十
四
年
四
月
一
日
前
に
終
了
す
る
事
業
年
度

分
の
法
人
の
事
業
及
び
昭
和
六
十
四
年
前
の
年
分
の
個

人
の
事
業
に
対
し
て
課
す
べ
き
事
業
に
係
る
事
業
所
税

の
税
額
を
納
付
す
る
場
合
に
お
け
る
法
第
七
百
一
条
の

四
十
六
第
一
項
及
び
法
第
七
百
一
条
の
四
十
七
第
一
項

の
申
告
書
並
び
に
こ
れ
ら
の
申
告
書
に
係
る
法
第
七
百

一
条
の
四
十
九
第
二
項
の
修
正
申
告
書
の
様
式
に
つ
い

て
は
、
改
正
前
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
以
下
「
旧
規

則
」
と
い
う
。
）
第
四
十
四
号
様
式
（
別
表
一
か
ら
別

表
四
ま
で
）
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
昭
和
六
十
四
年
四
月
一
日
前
に
行
わ
れ
る
事
業
所
用

家
屋
の
新
築
又
は
増
築
に
対
し
て
課
す
べ
き
新
増
設
に

係
る
事
業
所
税
の
税
額
を
納
付
す
る
場
合
に
お
け
る
法

第
七
百
一
条
の
四
十
八
の
申
告
書
及
び
同
条
の
申
告
書

に
係
る
法
第
七
百
一
条
の
四
十
九
第
二
項
の
修
正
申
告

書
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
旧
規
則
第
四
十
五
号
様
式

（
別
表
一
か
ら
別
表
三
ま
で
）
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
五
月
二
〇
日
自
治
省
令

第
一
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
六
月
一
九
日
自
治
省
令

第
二
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
九
月
三
〇
日
自
治
省
令

第
二
九
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
二
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

２
　
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
第
四
号
の
二
様
式
及

び
第
五
号
の
二
様
式
は
、
昭
和
六
十
二
年
十
月
一
日
以

後
に
納
期
限
（
第
五
号
の
二
様
式
に
あ
つ
て
は
、
申
告

納
入
す
べ
き
で
あ
つ
た
納
期
限
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

が
到
来
す
る
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て

適
用
し
、
同
日
前
に
納
期
限
が
到
来
す
る
道
府
県
民
税

及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
一
二
月
四
日
自
治
省
令

第
三
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
総
合
保
養
地
域
整
備
法
附
則
第
三
条

の
施
行
の
日
（
昭
和
六
十
二
年
十
二
月
五
日
）
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
一
二
月
二
八
日
自
治
省

令
第
三
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
三
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
三
第
二
項
第
三
号
及

び
第
七
条
の
二
第
二
号
の
改
正
規
定
並
び
に
第
五
号
の

四
様
式
、
第
五
号
の
七
様
式
、
第
十
七
号
様
式
別
表
、

第
四
十
八
号
の
二
様
式
か
ら
第
四
十
八
号
の
七
様
式
ま

で
、
第
四
十
八
号
の
八
様
式
及
び
第
四
十
八
号
の
九
様

式
の
改
正
規
定
は
、
昭
和
六
十
三
年
一
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
関
す
る
経

過
措
置
）

第
二
条
　
改
正
前
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
以
下
「
旧
規

則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
三
第
一
項
第
二
号
及
び
第

二
項
第
五
号
の
規
定
は
、
昭
和
六
十
四
年
度
分
ま
で
の

個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
は
、

な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同

条
第
一
項
第
二
号
中
「
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十

二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
三
条
の
二
に
規
定
す
る
利

子
所
得
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
九

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和

三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
三
条
の
二
に
規
定
す

る
利
子
所
得
」
と
す
る
。

２
　
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」

と
い
う
。
）
第
一
号
の
三
様
式
、
第
五
号
の
四
様
式
、

第
五
号
の
七
様
式
及
び
第
十
七
号
様
式
別
表
は
、
昭
和

六
十
三
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及

び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
昭
和
六
十
二
年
度

分
ま
で
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
昭
和
六
十
三
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市

町
村
民
税
に
係
る
新
規
則
第
十
七
号
様
式
別
表
に
つ
い

て
は
、
旧
規
則
第
十
七
号
様
式
別
表
に
よ
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
地
方
税
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
九
十
四
号
）
に

よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
四
条
第
五
項
又
は
第
三
百

十
四
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
配
偶
者
特
別
控
除
額

に
相
当
す
る
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
様
式
の
摘
要

の
欄
に
配
偶
者
の
給
与
所
得
等
（
新
法
第
二
十
三
条
第

一
項
第
七
号
ロ
に
規
定
す
る
給
与
所
得
等
を
い
う
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
合
計
額
及
び
給
与
所

得
等
以
外
の
所
得
の
合
計
額
を
記
載
す
る
も
の
と
す

る
。

（
法
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
関
す
る
経

過
措
置
）

第
三
条
　
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
新
規
則
の

規
定
中
法
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
関
す

る
部
分
（
様
式
記
載
要
領
を
除
く
。
）
は
、
昭
和
六
十

三
年
四
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後

に
終
了
す
る
事
業
年
度
分
の
法
人
の
道
府
県
民
税
及
び

市
町
村
民
税
並
び
に
施
行
日
以
後
の
解
散
又
は
合
併
に

よ
る
清
算
所
得
に
対
す
る
法
人
税
額
に
係
る
法
人
の
道

府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
（
清
算
所
得
に
対
す
る
法

人
税
を
課
さ
れ
る
法
人
の
清
算
中
の
事
業
年
度
に
係
る

法
人
税
額
及
び
残
余
財
産
の
一
部
分
配
に
よ
り
納
付
す

べ
き
法
人
税
額
に
係
る
法
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町

村
民
税
を
含
む
。
以
下
本
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ

い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
分
の

法
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
並
び
に
施
行
日

前
の
解
散
又
は
合
併
に
よ
る
清
算
所
得
に
対
す
る
法
人

税
額
に
係
る
法
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
旧
規
則
第
三
条
の
表
、
第
十
条
の
表
及
び
第
十
条
の

二
の
表
（
別
表
一
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
施

行
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
分
の
法
人
の
道
府
県
民

税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
そ
の
効
力
を

有
す
る
。

３
　
新
規
則
第
七
号
様
式
の
表
（
法
人
の
道
府
県
民
税
に

関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
二
十
号
の
三
様
式
の

表
は
、
施
行
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
分
の
法
人

の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、

施
行
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
分
の
法
人
の
道
府
県

民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

４
　
新
規
則
第
六
号
様
式
別
表
四
の
三
の
表
、
第
六
号
の

二
様
式
の
表
、
第
十
一
号
様
式
の
表
、
第
二
十
号
様
式

の
表
、
第
二
十
号
様
式
別
表
四
の
三
の
表
、
第
二
十
号

の
二
様
式
の
表
、
第
二
十
一
号
様
式
の
表
、
第
二
十
二

号
様
式
の
表
及
び
第
二
十
二
号
の
三
様
式
の
表
は
、
施

行
日
以
後
に
確
定
す
る
法
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町

村
民
税
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

（
法
人
の
事
業
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
新
規
則
第
六
号
様
式
の
表
、
第
八
号
様
式
の
表

及
び
第
九
号
様
式
の
表
（
法
人
の
事
業
税
に
関
す
る
部

分
に
限
る
。
）
は
、
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年

度
分
の
法
人
の
事
業
税
及
び
施
行
日
以
後
の
解
散
又
は

合
併
に
よ
る
清
算
所
得
に
対
す
る
法
人
の
事
業
税
（
清

算
所
得
に
対
す
る
事
業
税
を
課
さ
れ
る
法
人
の
清
算
中

の
事
業
年
度
に
係
る
法
人
の
事
業
税
及
び
残
余
財
産
の

一
部
分
配
に
よ
り
納
付
す
べ
き
法
人
の
事
業
税
を
含

む
。
以
下
本
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、

施
行
日
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
分
の
法
人
の
事
業
税

及
び
施
行
日
前
の
解
散
又
は
合
併
に
よ
る
清
算
所
得
に
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対
す
る
法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

２
　
新
規
則
第
七
号
様
式
の
表
（
法
人
の
事
業
税
に
関
す

る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
施
行
日
以
後
に
開
始
す
る
事

業
年
度
分
の
法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行

日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
分
の
法
人
の
事
業
税
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
昭
和
六
十
三
年
度
の
利
子
割
額
に
係
る
道
府
県
間
の

精
算
の
特
例
）

第
五
条
　
昭
和
六
十
三
年
度
に
限
り
、
新
規
則
第
三
条
の

六
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
表
中

「
一
月
か
ら
五
月
ま
で
」
は
「
四
月
及
び
五
月
」
と
す

る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
三
年
三
月
三
一
日
自
治
省
令

第
一
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
三
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
十
三
条
の
三
の
改
正
規

定
は
、
昭
和
六
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
法
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
関
す
る
経

過
措
置
）

第
二
条
　
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
第
六
号
様
式
別

表
四
の
三
の
表
、
第
十
一
号
様
式
の
表
、
第
二
十
号
様

式
の
表
、
第
二
十
号
様
式
別
表
四
の
三
の
表
、
第
二
十

号
の
三
様
式
の
表
、
第
二
十
一
号
様
式
の
表
、
第
二
十

二
号
様
式
の
表
及
び
第
二
十
二
号
の
三
様
式
の
表
は
、

昭
和
六
十
三
年
四
月
一
日
以
後
に
確
定
す
る
法
人
の
道

府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

（
固
定
資
産
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
昭
和
六
十
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
六
十
二
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
取
得
さ
れ
た
改
正
前
の
地
方

税
法
施
行
規
則
附
則
第
六
条
第
二
十
項
に
規
定
す
る
機

械
そ
の
他
の
設
備
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
三
年
六
月
一
日
自
治
省
令
第

二
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
三
年
六
月
一
八
日
自
治
省
令

第
二
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
三
年
八
月
一
三
日
自
治
省
令

第
二
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
附
則
第
十
三
条
の
三
の
改
正
規
定
は
、
昭
和
六
十

四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
三
年
九
月
一
七
日
自
治
省
令

第
三
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
三
年
九
月
三
〇
日
自
治
省
令

第
三
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
六
三
年
一
二
月
六
日
自
治
省
令

第
三
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
三
年
一
二
月
三
〇
日
自
治
省

令
第
三
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
四
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、

当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
五
号
の
九
様
式
の
改
正
規
定
　
昭
和
六
十
五
年

一
月
一
日

二
　
第
一
条
の
七
第
二
十
二
号
及
び
第
二
条
の
二
第
一

項
の
表
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
十
四
条
を
附
則

第
十
三
条
の
四
と
し
、
同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る

改
正
規
定
及
び
附
則
第
十
五
条
の
改
正
規
定
　
昭
和

六
十
五
年
四
月
一
日

（
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
関
す
る
経

過
措
置
）

第
二
条
　
改
正
前
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
以
下
「
旧
規

則
」
と
い
う
。
）
第
五
号
の
十
二
様
式
は
、
昭
和
六
十

四
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に

つ
い
て
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

２
　
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」

と
い
う
。
）
第
五
号
の
九
様
式
は
、
昭
和
六
十
五
年
一

月
一
日
以
後
に
支
払
う
べ
き
退
職
手
当
等
（
法
第
三
百

二
十
八
条
に
規
定
す
る
退
職
手
当
等
を
い
う
。
以
下
本

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
適
用
し
、
昭
和
六
十
四
年

中
に
支
払
う
べ
き
退
職
手
当
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

（
法
人
の
事
業
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
新
規
則
第
六
号
様
式
は
、
昭
和
六
十
五
年
四
月

一
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
分
の
法
人
の
事
業
税

に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
分

の
法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
三
月
一
日
自
治
省
令
第
六

号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の

附
則
第
六
条
第
三
十
一
項
の
規
定
は
、
昭
和
六
十
三
年

十
二
月
二
十
九
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
三
月
三
一
日
自
治
省
令
第

一
四
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
元
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。
た
だ
し
、
第
五
号
の
九
様
式
の
改
正
は
、
平
成

二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
事
業
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規

則
」
と
い
う
。
）
第
十
号
様
式
は
、
平
成
元
年
四
月
一

日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
終
了
す
る

事
業
年
度
分
の
法
人
の
事
業
税
及
び
施
行
日
以
後
の
解

散
又
は
合
併
に
よ
る
清
算
所
得
に
対
す
る
法
人
の
事
業

税
（
清
算
所
得
に
対
す
る
事
業
税
を
課
さ
れ
る
法
人
の

清
算
中
の
事
業
年
度
に
係
る
法
人
の
事
業
税
及
び
残
余

財
産
の
一
部
分
配
に
よ
り
納
付
す
べ
き
法
人
の
事
業
税

を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て

適
用
し
、
施
行
日
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
分
の
法
人

の
事
業
税
及
び
施
行
日
前
の
解
散
又
は
合
併
に
よ
る
清

算
所
得
に
対
す
る
法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

（
自
動
車
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
地
方
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
元

年
法
律
第
十
四
号
）
附
則
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る

四
輪
以
上
の
小
型
自
動
車
の
う
ち
自
治
省
令
で
定
め
る

も
の
は
、
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六

年
運
輸
省
令
第
七
十
四
号
）
別
表
第
一
の
小
型
自
動
車

に
属
す
る
乗
用
車
の
う
ち
ジ
ー
ゼ
ル
機
関
を
内
燃
機
関

と
す
る
も
の
（
総
排
気
量
が
二
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
る
も

の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

（
固
定
資
産
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
新
規
則
第
十
条
の
三
、
第
十
一
条
第
三
項
及
び

附
則
第
六
条
第
二
十
八
項
の
規
定
は
、
平
成
元
年
度
以

後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
昭
和

六
十
三
年
度
分
ま
で
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
四
月
二
八
日
自
治
省
令
第

二
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
元
年
四
月
二
十
九
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
元
年
六
月
二
八
日
自
治
省
令
第

二
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
七
月
七
日
自
治
省
令
第
三

〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
七
月
二
六
日
自
治
省
令
第

三
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
元
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。
た
だ
し
、
第
十
八
条
の
四
を
第
十
八
条
の
二
十

五
と
し
、
第
十
八
条
の
三
の
次
に
二
十
一
条
を
加
え
る

改
正
規
定
（
第
十
八
条
の
四
、
第
十
八
条
の
五
及
び
第

十
八
条
の
六
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
十
三
号
様

式
の
次
に
次
の
十
六
様
式
を
加
え
る
改
正
規
定
（
第
四

十
三
号
の
二
様
式
、
第
四
十
三
号
の
三
様
式
及
び
第
四

十
三
号
の
四
様
式
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
次
条

の
規
定
並
び
に
様
式
中
「
昭
和
」
を
「
平
成
」
に
改
め

る
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
法
第
七
百
条
の
六
の
二
第
一
項
第
三
号
の
自
治
省
令

で
定
め
る
基
準
に
関
す
る
特
例
）

第
二
条
　
平
成
元
年
九
月
三
十
日
に
お
い
て
現
に
地
方
税

法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
元
年
法
律
第
十
四

号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
改
正
前
の

地
方
税
法
（
次
条
に
お
い
て
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
の

規
定
に
よ
り
元
売
業
者
の
指
定
を
受
け
て
い
る
者
（
平

成
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
改
正
法
に
よ
る
改

正
後
の
地
方
税
法
（
次
条
に
お
い
て
「
新
法
」
と
い

う
。
）
第
七
百
条
の
六
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
元

売
業
者
の
指
定
を
受
け
る
者
に
限
る
。
）
に
係
る
改
正

後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
次
条
に
お
い
て
「
新
規

則
」
と
い
う
。
）
第
十
八
条
の
五
第
一
号
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
号
イ
中
「

近
の
三

年
」
と
あ
る
の
は
「
前
年
」
と
、
「
の
平
均
が
三
十
万

キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
」
と
あ
る
の
は
「
が
十
万
キ
ロ
リ
ッ
ト

ル
」
と
、
同
号
ロ
中
「
百
五
十
」
と
あ
る
の
は
「
十
」

と
、
同
号
ハ
中
「
三
十
」
と
あ
る
の
は
「
十
」
と
す

る
。

（
政
令
第
五
十
六
条
の
五
の
六
第
五
号
の
自
治
省
令
で

定
め
る
基
準
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
平
成
元
年
九
月
三
十
日
に
お
い
て
現
に
旧
法
の

規
定
に
よ
り
元
売
業
者
の
指
定
を
受
け
て
い
る
者
又
は

軽
油
引
取
税
の
特
別
徴
収
義
務
者
と
し
て
指
定
さ
れ
て

い
た
特
約
業
者
（
平
成
二
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

に
新
法
第
七
百
条
の
六
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特

約
業
者
の
指
定
を
受
け
る
者
に
限
る
。
）
に
係
る
新
規

則
第
十
八
条
の
十
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
平
成

五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
同
条
中
「
同

条
第
四
号
ロ
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
四
号
ロ
又
は
平

成
元
年
九
月
三
十
日
に
お
い
て
現
に
地
方
税
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
元
年
法
律
第
十
四
号
）
に
よ

る
改
正
前
の
法
の
規
定
に
よ
り
元
売
業
者
の
指
定
を
受

け
て
い
る
者
又
は
軽
油
引
取
税
の
特
別
徴
収
義
務
者
と

し
て
指
定
さ
れ
て
い
た
特
約
業
者
」
と
、
同
条
第
三
号

中
「
専
ら
」
と
あ
る
の
は
「
主
と
し
て
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
七
月
二
七
日
自
治
省
令
第

三
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

157



附
　
則
　
（
平
成
元
年
八
月
二
日
自
治
省
令
第
三

五
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
適
用
区
分
）

２
　
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
第
十
七
号
様
式
別
表

及
び
第
十
七
号
の
二
様
式
別
表
は
、
平
成
二
年
度
以
後

の
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に

つ
い
て
適
用
し
、
平
成
元
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
道
府

県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
一
二
月
二
〇
日
自
治
省
令

第
四
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
年
三
月
三
一
日
自
治
省
令
第

一
二
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該

各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
十
八
条
の
三
の
改
正
規
定
及
び
附
則
第
四
条
の

規
定
　
平
成
二
年
六
月
一
日

二
　
第
一
条
の
十
三
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規

定
　
平
成
三
年
四
月
一
日

（
個
人
の
事
業
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規

則
」
と
い
う
。
）
第
七
条
の
二
第
五
号
の
規
定
は
、
平

成
二
年
以
後
の
年
の
年
中
に
お
け
る
事
業
の
所
得
に
対

し
て
課
す
べ
き
個
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平

成
元
年
以
前
の
年
の
年
中
に
お
け
る
事
業
の
所
得
に
対

し
て
課
す
る
個
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
平
成
二
年
以
後

の
年
の
年
中
に
お
け
る
事
業
の
所
得
に
対
し
て
課
す
べ

き
個
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
租
税
特
別

措
置
法
第
二
十
一
条
の
規
定
又
は
」
と
あ
る
の
は
、

「
租
税
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

二
年
法
律
第
十
三
号
）
附
則
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
法
に
よ
る

改
正
前
の
租
税
特
別
措
置
法
第
二
十
条
の
規
定
若
し
く

は
法
第
三
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
そ
の
例
に

よ
る
も
の
と
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
平
成
二
年
法
律
第
十
三
号
）
附
則
第
七
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ

れ
る
同
法
に
よ
る
改
正
前
の
租
税
特
別
措
置
法
第
二
十

条
の
規
定
に
よ
り
必
要
経
費
若
し
く
は
総
収
入
金
額
に

算
入
し
た
金
額
又
は
租
税
特
別
措
置
法
第
二
十
一
条
の

規
定
若
し
く
は
」
と
す
る
。

（
固
定
資
産
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
地
方
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二

年
法
律
第
十
四
号
）
附
則
第
六
条
第
六
項
の
規
定
に
よ

り
な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
法
に
よ
る
改

正
前
の
地
方
税
法
附
則
第
十
五
条
第
七
項
に
規
定
す
る

振
動
を
防
止
す
る
た
め
の
償
却
資
産
に
対
し
て
課
す
る

平
成
二
年
度
分
及
び
平
成
三
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に

つ
い
て
は
、
改
正
前
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
以
下

「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
附
則
第
六
条
第
十
三
項
の
規
定

は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
同
項
中
「
政
令
附
則
第
十
一
条
第
十
四
項
第
五

号
」
と
あ
る
の
は
、
「
地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改

正
す
る
政
令
（
平
成
二
年
政
令
第
九
十
号
）
附
則
第
四

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と

さ
れ
る
同
令
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
施
行
令
附
則

第
十
一
条
第
十
四
項
第
五
号
」
と
す
る
。

２
　
昭
和
五
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
元
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
に
取
得
さ
れ
た
旧
規
則
附
則
第
六
条
第

十
七
項
に
規
定
す
る
機
器
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産

税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
昭
和
六
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
元
年
三
月
三
十
一

日
ま
で
の
間
に
取
得
さ
れ
た
旧
規
則
第
六
条
第
二
十
四

項
に
規
定
す
る
機
械
そ
の
他
の
設
備
に
対
し
て
課
す
る

固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
二
十
六
項
の
規
定
は
、
昭
和

六
十
四
年
一
月
二
日
以
後
に
取
得
さ
れ
た
同
項
に
規
定

す
る
償
却
資
産
に
対
し
て
課
す
る
平
成
二
年
度
以
後
の

年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に

取
得
さ
れ
た
旧
規
則
附
則
第
六
条
第
二
十
五
項
に
規
定

す
る
償
却
資
産
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
年
六
月
一
日
自
治
省
令
第
一

八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
年
六
月
二
九
日
自
治
省
令
第

二
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
年
八
月
一
日
自
治
省
令
第
二

四
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
適
用
区
分
）

２
　
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
第
十
七
号
様
式
別
表

は
、
平
成
三
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民

税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
二
年
度

分
ま
で
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
年
一
一
月
一
七
日
自
治
省
令

第
三
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
年
十
一
月
二
十
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
年
一
二
月
二
七
日
自
治
省
令

第
三
七
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
適
用
区
分
）

２
　
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」

と
い
う
。
）
第
十
六
条
の
規
定
は
、
平
成
三
年
度
以
後

の
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
二

年
度
分
ま
で
の
軽
自
動
車
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

３
　
新
規
則
第
五
号
の
四
様
式
及
び
第
五
号
の
五
様
式

は
、
平
成
三
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民

税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
二
年
度

分
ま
で
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
三
月
三
〇
日
自
治
省
令
第

九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該

各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
九
条
の
五
を
第
九
条
の
七
と
し
、
第
九
条
の
二

か
ら
第
九
条
の
四
ま
で
を
二
条
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第

九
条
の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
附
則
第

五
条
の
規
定
　
平
成
三
年
七
月
一
日

二
　
附
則
第
三
条
の
二
の
六
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改

正
規
定
及
び
附
則
第
四
条
の
改
正
規
定
　
平
成
四
年

一
月
一
日

三
　
附
則
第
七
条
、
第
八
条
の
二
、
第
八
条
の
三
及
び

第
十
三
条
の
三
の
改
正
規
定
並
び
に
第
二
十
四
号
様

式
の
改
正
規
定
　
平
成
四
年
四
月
一
日

四
　
第
十
一
号
様
式
記
載
要
領
１
及
び
第
二
十
二
号
の

三
様
式
記
載
要
領
１
の
改
正
規
定
　
地
方
自
治
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
二
十
四

号
）
の
施
行
の
日

（
法
第
十
九
条
の
自
治
省
令
で
定
め
る
処
分
に
関
す
る

特
例
）

第
二
条
　
平
成
三
年
度
に
限
り
、
改
正
後
の
地
方
税
法
施

行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
七

第
二
十
二
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中

「
附
則
第
二
十
九
条
の
五
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
附

則
第
二
十
九
条
の
五
第
八
項
」
と
す
る
。

（
法
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
関
す
る
経

過
措
置
）

第
三
条
　
新
規
則
第
六
号
様
式
の
表
（
法
人
の
道
府
県
民

税
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
六
号
様
式
別
表
四
の

表
及
び
第
二
十
号
様
式
別
表
四
の
表
は
、
平
成
三
年
四

月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
終
了

す
る
事
業
年
度
分
の
法
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村

民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
終
了
し
た
事
業

年
度
分
の
法
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
法
人
の
事
業
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
新
規
則
第
六
号
様
式
（
法
人
の
事
業
税
に
関
す

る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
六
号
様
式
別
表
五
、
第
六
号
様

式
別
表
五
の
二
の
表
及
び
第
八
号
様
式
は
、
施
行
日
以

後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
分
の
法
人
の
事
業
税
（
施
行

日
前
に
解
散
し
た
法
人
の
清
算
中
の
事
業
年
度
に
係
る

事
業
税
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に

終
了
し
た
事
業
年
度
分
の
法
人
の
事
業
税
及
び
施
行
日

前
に
解
散
し
た
法
人
の
清
算
中
の
事
業
年
度
に
係
る
事

業
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
平
成
三
年
度
の
特
別
地
方
消
費
税
の
交
付
額
の
特
例
）

第
五
条
　
平
成
三
年
度
に
限
り
、
新
規
則
第
九
条
の
三
第

一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
毎
年
度

三
月
に
、
前
年
度
三
月
か
ら
二
月
ま
で
」
と
あ
る
の

は
、
「
平
成
四
年
三
月
に
、
平
成
三
年
八
月
か
ら
平
成

四
年
二
月
ま
で
」
と
す
る
。

（
固
定
資
産
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条
　
新
規
則
第
十
一
条
の
二
の
規
定
は
、
平
成
三
年

度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、

平
成
二
年
度
分
ま
で
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
十
九
項
の
規
定
は
、
平
成
二

年
一
月
二
日
以
後
に
取
得
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
機

械
そ
の
他
の
設
備
に
対
し
て
課
す
る
平
成
三
年
度
以
後

の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前

に
取
得
さ
れ
た
改
正
前
の
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第

六
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
機
械
そ
の
他
の
設
備
に
対

し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
八
月
一
日
自
治
省
令
第
二

一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の

附
則
第
十
八
条
の
規
定
は
平
成
三
年
五
月
二
十
四
日
か

ら
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定

は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
十
六
条
の
五
の
十
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規

定
　
平
成
三
年
十
一
月
十
三
日
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二
　
附
則
第
六
条
第
三
十
八
項
の
改
正
規
定
　
特
定
物
質

の
規
制
等
に
よ
る
オ
ゾ
ン
層
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
八
号
）
第

二
条
の
規
定
の
施
行
の
日

三
　
附
則
第
十
三
条
の
三
の
改
正
規
定
　
平
成
四
年
四
月

一
日

附
　
則
　
（
平
成
三
年
九
月
六
日
自
治
省
令
第
二

三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
九
月
二
五
日
自
治
省
令
第

二
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
一
二
月
二
六
日
自
治
省
令

第
三
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
関
す
る
経

過
措
置
）

第
二
条
　
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規

則
」
と
い
う
。
）
第
五
号
の
四
様
式
及
び
第
五
号
の
五

様
式
は
、
平
成
四
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
道
府

県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
三

年
度
分
ま
で
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
法
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
関
す
る
経

過
措
置
）

第
三
条
　
新
規
則
第
六
号
様
式
別
表
一
記
載
要
領
及
び
第

二
十
号
様
式
別
表
一
記
載
要
領
は
、
平
成
四
年
一
月
一

日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
終
了
す
る

事
業
年
度
分
の
法
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税

に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度

分
の
法
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
法
人
の
事
業
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
新
規
則
第
六
号
様
式
の
表
及
び
第
八
号
様
式

（
法
人
の
事
業
税
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
第

六
号
様
式
別
表
九
記
載
要
領
は
、
施
行
日
以
後
に
終
了

す
る
事
業
年
度
分
の
法
人
の
事
業
税
（
施
行
日
前
に
解

散
し
た
法
人
の
清
算
中
の
事
業
年
度
に
係
る
事
業
税
を

除
く
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
終
了
し
た

事
業
年
度
分
の
法
人
の
事
業
税
及
び
施
行
日
前
に
解
散

し
た
法
人
の
清
算
中
の
事
業
年
度
に
係
る
事
業
税
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
三
月
三
一
日
自
治
省
令
第

九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該

各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
七
条
の
二
第
六
号
の
改
正
規
定
　
平
成
五
年
一

月
一
日

二
　
附
則
第
十
三
条
の
三
第
二
項
第
二
号
、
第
三
項
及

び
第
四
項
の
改
正
規
定
　
平
成
五
年
四
月
一
日

三
　
第
十
条
の
改
正
規
定
及
び
附
則
第
二
条
第
一
項
の

規
定
　
平
成
六
年
一
月
一
日

（
個
人
の
市
町
村
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規

則
」
と
い
う
。
）
第
十
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定

は
、
平
成
六
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
市
町
村
民

税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
五
年
度
分
ま
で
の
個
人
の

市
町
村
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
規
則
の
規
定
に
よ
る
磁
気
テ
ー
プ
に
よ
る
給
与
支

払
報
告
書
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
十
条
第
二

項
及
び
第
三
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
平
成
六
年
一
月

一
日
前
に
お
い
て
も
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
固
定
資
産
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
新
規
則
の

規
定
中
固
定
資
産
税
に
関
す
る
部
分
は
、
平
成
四
年
度

以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平

成
三
年
度
分
ま
で
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
地
方
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法

律
第
五
号
）
附
則
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
な
お

効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
法
に
よ
る
改
正
前
の

地
方
税
法
附
則
第
十
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
機
械
そ

の
他
の
設
備
に
対
し
て
課
す
る
平
成
四
年
度
分
及
び
平

成
五
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
改
正
前
の

地
方
税
法
施
行
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）

附
則
第
六
条
第
六
項
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有

す
る
。

３
　
地
方
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法

律
第
五
号
）
附
則
第
八
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
な
お

効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
法
に
よ
る
改
正
前
の

地
方
税
法
附
則
第
十
五
条
第
七
項
に
規
定
す
る
悪
臭
物

質
の
排
出
を
防
止
す
る
た
め
の
償
却
資
産
に
対
し
て
課

す
る
平
成
四
年
度
分
及
び
平
成
五
年
度
分
の
固
定
資
産

税
に
つ
い
て
は
、
旧
規
則
附
則
第
六
条
第
十
四
項
の
規

定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

（
特
別
土
地
保
有
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
新
規
則
第
十
六
条
の
五
の
五
第
一
項
の
規
定

は
、
平
成
四
年
四
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い

う
。
）
以
後
に
お
い
て
取
得
さ
れ
る
土
地
に
係
る
区
域

に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
取
得
さ
れ
た
土
地
に

係
る
区
域
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
規
則
第
十
六
条
の
五
の
六
の
規
定
は
、
施
行
日
以

後
に
お
い
て
新
設
さ
れ
る
設
備
に
つ
い
て
適
用
し
、
施

行
日
前
に
新
設
さ
れ
た
設
備
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
七
月
一
日
自
治
省
令
第
一

七
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
四
年
七
月
四
日
か
ら
施
行
す

る
。
た
だ
し
、
附
則
第
六
条
第
十
八
項
の
改
正
規
定

は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
七
月
一
六
日
自
治
省
令
第

二
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
七
月
三
一
日
自
治
省
令
第

二
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
四
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
九
月
二
五
日
自
治
省
令
第

二
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
第
十
六
条
の
十
二
の
四
を
第
十
六
条
の
十
二
の
五

と
し
、
第
十
六
条
の
十
二
の
三
を
第
十
六
条
の
十
二
の

四
と
し
、
第
十
六
条
の
十
二
の
二
の
次
に
一
条
を
加
え

る
改
正
規
定
、
附
則
第
十
二
条
の
三
第
一
項
の
改
正
規

定
及
び
附
則
第
十
二
条
の
五
（
見
出
し
を
含
む
。
）
の

改
正
規
定
は
、
平
成
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
一
〇
月
七
日
自
治
省
令
第

二
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
一
二
月
二
八
日
自
治
省
令

第
三
五
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
関
す
る
経

過
措
置
）

第
二
条
　
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規

則
」
と
い
う
。
）
第
五
号
の
九
様
式
は
、
平
成
五
年
一

月
一
日
以
後
に
支
払
を
受
け
る
べ
き
退
職
手
当
等
（
地

方
税
法
第
五
十
条
の
二
及
び
第
三
百
二
十
八
条
に
規
定

す
る
退
職
手
当
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
支
払
を
受
け
る

べ
き
退
職
手
当
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

（
個
人
の
事
業
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
新
規
則
第
七
条
の
二
第
七
号
の
規
定
及
び
第
五

号
の
四
様
式
は
、
平
成
四
年
以
後
の
年
の
年
中
に
お
け

る
事
業
の
所
得
に
対
し
て
課
す
べ
き
個
人
の
事
業
税
に

つ
い
て
適
用
し
、
平
成
三
年
以
前
の
年
の
年
中
に
お
け

る
事
業
の
所
得
に
対
し
て
課
す
る
個
人
の
事
業
税
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
三
月
三
一
日
自
治
省
令
第

一
二
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該

各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
十
八
条
の
三
第
六
項
の
改
正
規
定
及
び
附
則
第

五
条
の
規
定
　
平
成
五
年
六
月
一
日

二
　
第
十
五
条
の
四
第
二
項
及
び
第
四
項
の
改
正
規
定

並
び
に
同
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
、
附
則
第

八
条
の
二
及
び
第
十
三
条
の
二
第
一
項
第
四
号
イ
の

改
正
規
定
並
び
に
第
二
十
四
号
様
式
、
第
二
十
五
号

の
二
様
式
、
第
二
十
八
号
様
式
及
び
第
三
十
一
号
様

式
の
改
正
規
定
並
び
に
次
条
第
三
項
及
び
附
則
第
三

条
の
規
定
　
平
成
六
年
四
月
一
日

（
固
定
資
産
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
改
正
後
の

地
方
税
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）

の
規
定
中
固
定
資
産
税
に
関
す
る
部
分
は
、
平
成
五
年

度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、

平
成
四
年
度
分
ま
で
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
二
十
六
項
の
規
定
は
、
平
成

四
年
一
月
二
日
以
後
に
取
得
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る

家
屋
に
対
し
て
課
す
る
平
成
五
年
度
以
後
の
年
度
分
の

固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
取
得
さ
れ

た
改
正
前
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」

と
い
う
。
）
附
則
第
六
条
第
二
十
五
項
に
規
定
す
る
家

屋
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
新
規
則
第
十
五
条
の
四
第
二
項
、
第
四
項
及
び
第
五

項
の
規
定
並
び
に
第
二
十
四
号
様
式
、
第
二
十
五
号
の

二
様
式
、
第
二
十
八
号
様
式
及
び
第
三
十
一
号
様
式

は
、
平
成
六
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ

い
て
適
用
し
、
平
成
五
年
度
分
ま
で
の
固
定
資
産
税
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
法
附
則
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
の
徴
収
猶
予
の
期

間
の
特
例
）

第
三
条
　
新
規
則
附
則
第
八
条
の
二
の
規
定
は
、
地
方
税

法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
五
年
法
律
第
四

号
）
附
則
第
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
の
適
用

を
受
け
る
土
地
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い

て
は
、
適
用
し
な
い
。
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２
　
旧
規
則
附
則
第
八
条
の
二
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定

の
適
用
を
受
け
る
土
地
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税

に
つ
い
て
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
旧
規
則
附
則
第
八
条
の
二
中
「
法
附
則
第

十
九
条
の
三
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
地
方
税
法
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
五
年
法
律
第
四
号
）

に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
附
則
第
十
九
条
の
三
第
三

項
」
と
す
る
。

（
特
別
土
地
保
有
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
新
規
則
第
十
六
条
の
六
第
七
項
第
一
号
の
規
定

（
土
地
に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
関
す
る

部
分
に
限
る
。
）
は
、
平
成
五
年
度
以
後
の
年
度
分
の

土
地
に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
つ
い
て
適

用
し
、
平
成
四
年
度
分
ま
で
の
土
地
に
対
し
て
課
す
る

特
別
土
地
保
有
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

２
　
新
規
則
第
十
六
条
の
六
第
七
項
第
一
号
の
規
定
（
土

地
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
関
す

る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
平
成
五
年
四
月
一
日
以
後
の

土
地
の
取
得
に
対
し
て
課
す
べ
き
特
別
土
地
保
有
税
に

つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
の
土
地
の
取
得
に
対
し
て
課

す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

（
軽
油
引
取
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条
　
新
規
則
第
十
八
条
の
三
第
六
項
の
規
定
は
、
平

成
五
年
六
月
一
日
以
後
の
軽
油
の
引
取
り
に
対
し
て
課

す
べ
き
軽
油
引
取
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
の
軽

油
の
引
取
り
に
対
し
て
課
す
る
軽
油
引
取
税
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
四
月
一
四
日
自
治
省
令
第

一
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
五
年
四
月
十
五
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
七
月
三
〇
日
自
治
省
令
第

二
一
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
五
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各

号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
十
六
条
の
十
一
の
改
正
規
定
　
平
成
五
年
八
月

二
日

二
　
第
四
十
三
号
の
十
七
様
式
及
び
第
四
十
三
号
の
十

七
様
式
別
表
七
の
改
正
規
定
　
平
成
五
年
十
二
月

一
日

三
　
附
則
第
十
三
条
の
二
第
一
項
第
四
号
並
び
に
附
則

第
十
三
条
の
三
第
二
項
、
第
三
項
、
第
九
項
第
三
号

及
び
第
十
項
第
三
号
の
改
正
規
定
　
平
成
六
年
四
月

一
日

２
　
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
第
四
十
三
号
の
十
七

様
式
及
び
第
四
十
三
号
の
十
七
様
式
別
表
七
は
、
平
成

五
年
十
二
月
以
後
の
月
分
に
係
る
報
告
書
か
ら
適
用

し
、
平
成
五
年
十
一
月
ま
で
の
月
分
に
係
る
報
告
書
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
九
月
二
八
日
自
治
省
令
第

二
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
第
十
八
条
の
十
九
の
表
の
改
正
規
定
は
、
平
成
五

年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
一
二
月
二
八
日
自
治
省
令

第
三
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
第
二
条
第
一
項

の
規
定
、
第
一
号
の
三
様
式
、
第
三
号
様
式
、
第
三
号

様
式
別
表
、
第
五
号
様
式
、
第
五
号
様
式
別
表
、
第
五

号
の
四
様
式
、
第
五
号
の
五
様
式
及
び
第
五
号
の
十
様

式
は
、
平
成
六
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県

民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
五
年

度
分
ま
で
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
市
町
村
は
、
特
別
徴
収
義
務
者
及
び
特
別
徴
収
義
務

者
を
経
由
し
て
納
税
義
務
者
に
交
付
す
る
特
別
徴
収
の

方
法
に
よ
つ
て
徴
収
す
る
旨
の
通
知
書
並
び
に
特
別
徴

収
税
額
変
更
通
知
書
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
六
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県

民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
限
り
、
改
正
前
の
地
方
税
法

施
行
規
則
第
三
号
様
式
か
ら
第
三
号
様
式
別
表
二
ま
で

及
び
第
五
号
様
式
か
ら
第
五
号
様
式
別
表
二
ま
で
に
よ

る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
三
月
三
一
日
自
治
省
令
第

一
六
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該

各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
十
八
条
の
三
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び

第
三
十
六
号
様
式
の
改
正
規
定
　
平
成
六
年
六
月

一
日

二
　
第
十
六
条
の
六
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第

二
十
四
条
の
八
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
附

則
第
六
条
第
九
項
の
次
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規

定
　
特
定
水
道
利
水
障
害
の
防
止
の
た
め
の
水
道
水

源
水
域
の
水
質
の
保
全
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平

成
六
年
法
律
第
九
号
）
の
施
行
の
日

（
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
関
す
る
経

過
措
置
）

第
二
条
　
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規

則
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
十
一
条
の
規
定
並
び
に
第

三
号
様
式
別
表
及
び
第
五
号
様
式
別
表
は
、
平
成
六
年

度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村

民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
五
年
度
分
ま
で
の
個
人

の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

（
法
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
関
す
る
経

過
措
置
）

第
三
条
　
新
規
則
第
六
号
様
式
、
第
七
号
様
式
及
び
第
八

号
様
式
（
法
人
の
道
府
県
民
税
に
関
す
る
部
分
に
限

る
。
）
並
び
に
第
二
十
号
様
式
、
第
二
十
号
の
三
様
式

及
び
第
二
十
一
号
様
式
は
、
平
成
六
年
四
月
一
日
（
以

下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年

度
分
の
法
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い

て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
分
の
法

人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
法
人
の
事
業
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
新
規
則
第
六
号
様
式
、
第
七
号
様
式
及
び
第
八

号
様
式
（
法
人
の
事
業
税
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）

は
、
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
分
の
法
人
の

事
業
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
終
了
し
た
事

業
年
度
分
の
法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

２
　
新
規
則
第
六
号
様
式
別
表
五
の
二
は
、
施
行
日
以
後

に
開
始
す
る
事
業
年
度
分
の
法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て

適
用
し
、
施
行
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
分
の
法
人

の
事
業
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
固
定
資
産
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条
　
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
新
規
則
の

規
定
中
固
定
資
産
税
に
関
す
る
部
分
は
、
平
成
六
年
度

以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平

成
五
年
度
分
ま
で
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
平
成
元
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
五
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
の
間
に
取
得
さ
れ
た
改
正
前
の
地
方
税
法
施
行
規

則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
附
則
第
六
条
第
三

十
二
項
に
規
定
す
る
機
械
そ
の
他
の
設
備
に
対
し
て
課

す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

３
　
地
方
税
法
及
び
地
方
財
政
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
七
条
第
七

項
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る

同
法
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
附
則
第
十
五
条
第
三

十
四
項
に
規
定
す
る
機
械
そ
の
他
の
設
備
（
平
成
四
年

四
月
一
日
か
ら
平
成
七
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

に
取
得
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
に
対
し
て
課
す
る
固

定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
旧
規
則
附
則
第
六
条
第
四
十

二
項
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

４
　
地
方
税
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
第
三
十
四
項
に
規

定
す
る
事
務
所
及
び
倉
庫
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産

税
に
つ
い
て
改
正
法
附
則
第
九
条
の
規
定
の
適
用
が
あ

る
場
合
に
お
い
て
は
、
地
方
税
法
施
行
規
則
及
び
国
有

資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
省
令
（
平
成
十
二
年
自
治
省
令
第
二
十
一
号
）

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則

第
二
十
五
号
様
式
記
載
心
得
１
、
第
二
十
五
号
の
二
様

式
、
第
二
十
九
号
様
式
記
載
心
得
１
及
び
第
三
十
二
号

様
式
記
載
心
得
４
中
「
又
は
第
３
９
条
」
と
あ
る
の
は

「
、
第
３
９
条
又
は
地
方
税
法
及
び
地
方
財
政
法
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
６
年
法
律
第
１
５
号
）
附

則
第
９
条
」
と
、
地
方
税
法
施
行
規
則
及
び
国
有
資
産

等
所
在
市
町
村
交
付
金
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
（
平
成
十
二
年
自
治
省
令
第
二
十
一
号
）
第
一

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
第
三

十
四
号
様
式
Ⅲ
第
２
表
記
載
心
得
３
中
「
又
は
旧
法
附

則
第
１
６
条
の
２
」
と
あ
る
の
は
「
、
旧
法
附
則
第
１

６
条
の
２
又
は
地
方
税
法
及
び
地
方
財
政
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（
平
成
６
年
法
律
第
１
５
号
）
附
則
第

９
条
」
と
す
る
。

（
自
動
車
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条
　
新
規
則
附
則
第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定

は
、
施
行
日
以
後
の
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
べ

き
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
自

動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
取
得
税
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
六
月
二
一
日
自
治
省
令
第

二
三
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
六
年
九
月
四
日
か
ら
施
行
す

る
。
た
だ
し
、
附
則
第
十
三
条
の
三
の
改
正
規
定
は
、

平
成
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
第
十
八
条
の
三
第
六

項
の
規
定
は
、
平
成
六
年
九
月
四
日
以
後
の
軽
油
の
引

取
り
に
対
し
て
課
す
べ
き
軽
油
引
取
税
に
つ
い
て
適
用

し
、
同
日
前
の
軽
油
の
引
取
り
に
対
し
て
課
す
る
軽
油

引
取
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
九
月
二
八
日
自
治
省
令
第

三
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
一
一
月
一
一
日
自
治
省
令

第
三
九
号
）
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こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
一
二
月
一
四
日
自
治
省
令

第
四
七
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
次
項
に
お
い

て
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
十
一
条
の
規
定

並
び
に
第
三
号
様
式
別
表
、
第
五
号
様
式
別
表
及
び
第

五
号
の
四
様
式
は
、
次
項
に
定
め
る
も
の
を
除
き
、
平

成
七
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び

市
町
村
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
六
年
度
分
ま
で

の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
規
則
第
三
号
様
式
別
表
及
び
第
五
号
様
式
別
表
並

び
に
第
五
号
の
四
様
式
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
平
成
七

年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
限

り
、
新
規
則
第
三
号
様
式
別
表
及
び
第
五
号
様
式
別
表

中

「

　

所
得
金
額

控
除
額

配
偶
者
特

別
控
除

控
除
対
象

配
偶
者

０
～
９
９
，
９
９

９
円

３
３
万

円

１
０
０
，
０
０
０

～
１
４
９
，
９

９
９
円

２
８
万

円

１
５
０
，
０
０
０

～
１
９
９
，
９

９
９
円

２
３
万

円

２
０
０
，
０
０
０

～
２
４
９
，
９

９
９
円

１
８
万

円

２
５
０
，
０
０
０

～
２
９
９
，
９

９
９
円

１
３
万

円

３
０
０
，
０
０
０

～
３
４
９
，
９

９
９
円

８
万
円

３
５
０
，
０
０
０

～
３
７
９
，
９

９
９
円

３
万
円

３
８
０
，
０
０
０

円

０
円

そ
の
他
の

配
偶
者

３
８
０
，
０
０
１

～
４
４
９
，
９

９
９
円

３
３
万

円

４
５
０
，
０
０
０

～
４
９
９
，
９

９
９
円

３
１
万

円

５
０
０
，
０
０
０

～
５
４
９
，
９

９
９
円

２
６
万

円

５
５
０
，
０
０
０

～
５
９
９
，
９

９
９
円

２
１
万

円

６
０
０
，
０
０
０

～
６
４
９
，
９

９
９
円

１
６
万

円

６
５
０
，
０
０
０

～
６
９
９
，
９

９
９
円

１
１
万

円

７
０
０
，
０
０
０

～
７
４
９
，
９

９
９
円

６
万
円

７
５
０
，
０
０
０

～
７
５
９
，
９

９
９
円

３
万
円

７
６
０
，
０
０
０

円
～

０
円

」

と

あ

る

の

は「

　

所
得
金
額

控
除
額

配
偶
者
特

別
控
除

控
除
対
象

配
偶
者

０
～
４
９
，
９
９

９
円

３
３
万

円

５
０
，
０
０
０
～

９
９
，
９
９
９

円

３
０
万

円

１
０
０
，
０
０
０

～
１
４
９
，
９

９
９
円

２
５
万

円

１
５
０
，
０
０
０

～
１
９
９
，
９

９
９
円

２
０
万

円

２
０
０
，
０
０
０

～
２
４
９
，
９

９
９
円

１
５
万

円

２
５
０
，
０
０
０

～
２
９
９
，
９

９
９
円

１
０
万

円

３
０
０
，
０
０
０

～
３
４
９
，
９

９
９
円

５
万
円

３
５
０
，
０
０
０

円

０
円

そ
の
他
の

配
偶
者

３
５
０
，
０
０
１

～
３
９
９
，
９

９
９
円

３
３
万

円

４
０
０
，
０
０
０

～
４
４
９
，
９

９
９
円

３
０
万

円

４
５
０
，
０
０
０

～
４
９
９
，
９

９
９
円

２
５
万

円

５
０
０
，
０
０
０

～
５
４
９
，
９

９
９
円

２
０
万

円

５
５
０
，
０
０
０

～
５
９
９
，
９

９
９
円

１
５
万

円

６
０
０
，
０
０
０

～
６
４
９
，
９

９
９
円

１
０
万

円

６
５
０
，
０
０
０

～
６
９
９
，
９

９
９
円

５
万
円

７
０
０
，
０
０
０

円
～

０
円
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」
と
、
第
五
号
の
四
様
式
配
偶
者
特
別
控
除
の
欄
中

「
／
⑩
万
円
未
満
で
あ
る
者…

３
３
万
円
／
⑩
万
円
以

上
で
あ
る
者…

３
３
万
円－

（
合
計
所
得
金
額－

５
万

円
）
／
」
と
あ
る
の
は
「
／
⑤
万
円
未
満
で
あ
る
者…

３
３
万
円
／
⑤
万
円
以
上
１
０
万
円
未
満
で
あ
る
者…

３
０
万
円
／
⑩
万
円
以
上
で
あ
る
者…

３
０
万
円－

（
合
計
所
得
金
額－

５
万
円
）
／
」
と
、
「
３
３
万
円
未

満
で
あ
り
、
か
つ
、
５
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
５
万

円
」
と
、
「
／
㊺
万
円
未
満
で
あ
る
者…

３
３
万
円
／

㊺
万
円
以
上
７
５
万
円
未
満
で
あ
る
者…

３
８
万
円－

（
合
計
所
得
金
額－

３
８
万
円
）
／
○
７
５
万
円
以
上

７
６
万
円
未
満
で
あ
る
者…
３
万
円
／
」
と
あ
る
の
は

「
／
㊵
万
円
未
満
で
あ
る
者…

３
３
万
円
／
㊵
万
円
以

上
４
５
万
円
未
満
で
あ
る
者…

３
０
万
円
／
㊺
万
円
以

上
で
あ
る
者…

３
０
万
円－

（
合
計
所
得
金
額－

４
０

万
円
）
／
」
と
、
「
※
（
　
）
内
の
金
額
が
５
万
円
の

整
数
倍
の
金
額
か
ら
３
万
円
を
控
除
し
た
金
額
で
な
い

と
き
は
、
５
万
円
の
整
数
倍
の
金
額
か
ら
３
万
円
を
控

除
し
た
金
額
で
当
該
超
え
る
部
分
の
金
額
に
満
た
な
い

も
の
の
う
ち

も
多
い
金
額
と
す
る
。
」
と
あ
る
の
は

「
※
（
　
）
内
の
金
額
が
３
０
万
円
未
満
で
、
か
つ
、

５
万
円
の
整
数
倍
で
な
い
と
き
は
、
当
該
金
額
に
満
た

な
い
５
万
円
の
整
数
倍
の
金
額
の
う
ち

も
多
い
金
額

と
し
、
（
　
）
内
の
金
額
が
３
０
万
円
を
超
え
る
と
き

は
、
３
０
万
円
と
す
る
。
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
三
月
二
七
日
自
治
省
令
第

一
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た

だ
し
、
第
二
十
三
号
様
式
、
第
二
十
四
号
様
式
、
第
二

十
五
号
の
二
様
式
、
第
二
十
八
号
様
式
、
第
三
十
一
号

様
式
及
び
第
三
十
四
号
様
式
の
改
正
規
定
は
、
平
成
八

年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
固
定
資
産
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
の
規
定
中
固
定

資
産
税
に
関
す
る
部
分
は
、
平
成
八
年
度
以
後
の
年
度

分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
七
年
度
分

ま
で
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。附

　
則
　
（
平
成
七
年
三
月
三
一
日
自
治
省
令
第

一
七
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
十
二
条
の
二
第
一
項
第
二
号

か
ら
第
五
号
ま
で
の
改
正
規
定
、
同
項
第
六
号
の
改
正

規
定
（
「
附
則
第
十
六
条
の
二
の
六
第
一
項
第
六
号
」

を
「
附
則
第
十
六
条
の
二
の
六
第
一
項
第
五
号
」
に
改

め
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
同
項
第
七
号
及
び
第
八

号
の
改
正
規
定
は
、
平
成
七
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規

則
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
条
の
二
の
三
の
規
定
は
、

平
成
七
年
四
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）

以
後
の
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
べ
き
不
動
産
取

得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
不
動
産
の
取
得

に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
改
正
前
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」

と
い
う
。
）
附
則
第
四
条
の
規
定
は
、
平
成
七
年
一
月

一
日
前
に
行
わ
れ
た
地
方
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
平
成
七
年
法
律
第
四
十
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と

い
う
。
）
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
（
以
下
「
旧
法
」

と
い
う
。
）
附
則
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
農
地
、

採
草
放
牧
地
及
び
準
農
地
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不

動
産
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
旧
規
則
附
則
第
四
条
第
一

項
中
「
自
治
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
総
務
省
令
」
と
、

同
項
第
一
号
中
「
租
税
特
別
措
置
法
」
と
あ
る
の
は

「
租
税
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

七
年
法
律
第
五
十
五
号
）
附
則
第
三
十
六
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
法

に
よ
る
改
正
前
の
租
税
特
別
措
置
法
（
以
下
本
項
、
第

五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
「
改
正
前
の
租
税
特
別
措

置
法
」
と
い
う
。
）
」
と
、
「
同
法
」
と
あ
る
の
は
「
改

正
前
の
租
税
特
別
措
置
法
」
と
、
「
租
税
特
別
措
置
法

施
行
令
」
と
あ
る
の
は
「
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
の

一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
百
五
十
八

号
）
附
則
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
効

力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
令
に
よ
る
改
正
前
の
租

税
特
別
措
置
法
施
行
令
（
次
項
に
お
い
て
「
改
正
前
の

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
」
と
い
う
。
）
」
と
、
同
条
第

二
項
中
「
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
二
十
三
条
の

七
第
五
項
及
び
第
十
六
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
租
税
特

別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成

七
年
大
蔵
省
令
第
三
十
三
号
）
附
則
第
十
四
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
同

令
に
よ
る
改
正
前
の
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
以

下
本
項
に
お
い
て
「
改
正
前
の
租
税
特
別
措
置
法
施
行

規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
三
条
の
七
第
五
項
及
び
第

十
六
項
の
」
と
、
「
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
」
と
あ

る
の
は
「
改
正
前
の
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
」
と
、

「
、
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
」
と
あ
る
の
は
「
、

改
正
前
の
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
」
と
、
「
大
蔵

省
令
」
と
あ
る
の
は
「
財
務
省
令
」
と
、
「
自
治
省
令
」

と
あ
る
の
は
「
総
務
省
令
」
と
、
同
条
第
三
項
及
び
第

四
項
中
「
自
治
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
総
務
省
令
」

と
、
同
条
第
五
項
及
び
第
六
項
中
「
租
税
特
別
措
置

法
」
と
あ
る
の
は
「
改
正
前
の
租
税
特
別
措
置
法
」
と

す
る
。

３
　
地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成

七
年
政
令
第
百
四
十
二
号
。
以
下
「
改
正
令
」
と
い

う
。
）
附
則
第
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
証
明
は
、
改

正
法
附
則
第
四
条
第
四
項
（
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
本
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
使
用
貸
借
に
よ
る

権
利
の
設
定
を
し
た
同
項
に
規
定
す
る
受
贈
者
の
申
請

に
基
づ
き
、
同
項
に
規
定
す
る
農
業
生
産
法
人
の
所
在

地
を
管
轄
す
る
改
正
令
附
則
第
三
条
第
三
項
に
規
定
す

る
農
業
委
員
会
が
、
当
該
農
業
生
産
法
人
が
同
項
各
号

に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
こ
と
を
明
ら
か

に
す
る
事
実
を
記
載
し
た
書
類
に
よ
り
行
う
も
の
と
す

る
。

（
固
定
資
産
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
次
項
に
定
め
る
も
の
を
除
き
、
新
規
則
の
規
定

中
固
定
資
産
税
に
関
す
る
部
分
は
、
平
成
七
年
度
以
後

の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
六

年
度
分
ま
で
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

２
　
昭
和
六
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
六
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
に
取
得
さ
れ
た
旧
規
則
附
則
第
六
条
第

二
十
一
項
に
規
定
す
る
機
械
そ
の
他
の
設
備
に
対
し
て

課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。

（
特
別
土
地
保
有
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
改
正
法
附
則
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
な

お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
旧
法
第
五
百
八
十
六

条
第
二
項
第
十
一
号
の
二
に
規
定
す
る
土
地
に
つ
い
て

は
、
旧
規
則
第
十
六
条
の
十
二
の
二
の
規
定
は
、
な
お

そ
の
効
力
を
有
す
る
。

２
　
新
規
則
第
十
六
条
の
十
二
の
四
の
規
定
（
土
地
に
対

し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
関
す
る
部
分
に
限

る
。
）
は
、
平
成
七
年
度
以
後
の
年
度
分
の
土
地
に
対

し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平

成
六
年
度
分
ま
で
の
土
地
に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地

保
有
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
新
規
則
第
十
六
条
の
十
二
の
四
の
規
定
（
土
地
の
取

得
に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
関
す
る
部
分

に
限
る
。
）
は
、
施
行
日
以
後
の
土
地
の
取
得
に
対
し

て
課
す
べ
き
特
別
土
地
保
有
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施

行
日
前
の
土
地
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保

有
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４
　
新
規
則
第
十
六
条
の
二
十
二
第
一
項
第
二
号
の
規
定

は
、
平
成
七
年
一
月
一
日
以
後
に
同
号
に
規
定
す
る
譲

渡
が
さ
れ
た
土
地
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
同
号

に
規
定
す
る
譲
渡
が
さ
れ
た
土
地
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

（
自
動
車
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条
　
新
規
則
附
則
第
十
二
条
の
二
第
一
項
第
六
号
の

規
定
は
、
施
行
日
以
後
の
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課

す
べ
き
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前

の
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
取
得
税
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
山
林
を
現
物
出
資
し
た
場
合
の
所
得
割
の
納
期
限
の

特
例
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条
　
改
正
法
附
則
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
効

力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
旧
法
附
則
第
三
十
五
条
の

三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
旧
規
則
附
則
第
十
六

条
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
第
三
号
中
「
租
税
特
別
措
置

法
第
四
十
一
条
の
八
第
一
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は

「
租
税
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

七
年
法
律
第
五
十
五
号
）
附
則
第
十
九
条
の
規
定
に
よ

り
な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
法
に
よ
る
改

正
前
の
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
六
第
一
項
第

一
号
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
租
税
特
別
措
置
法
施
行

規
則
」
と
あ
る
の
は
「
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
七
年
大
蔵
省
令
第
三
十

三
号
）
附
則
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す

る
こ
と
と
さ
れ
る
同
令
に
よ
る
改
正
前
の
租
税
特
別
措

置
法
施
行
規
則
（
次
項
に
お
い
て
「
改
正
前
の
租
税
特

別
措
置
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
」
と
、
「
租
税
特
別

措
置
法
施
行
令
」
と
あ
る
の
は
「
租
税
特
別
措
置
法
施

行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
百

五
十
八
号
）
附
則
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力

を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
令
に
よ
る
改
正
前
の
租
税

特
別
措
置
法
施
行
令
（
次
項
に
お
い
て
「
改
正
前
の
租

税
特
別
措
置
法
施
行
令
」
と
い
う
。
）
」
と
、
「
地
方
税

法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）
」

と
あ
る
の
は
「
地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る

政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
百
四
十
二
号
）
附
則
第
八
条

の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
同

令
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五

年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に

お
い
て
「
改
正
前
の
地
方
税
法
施
行
令
」
と
い
う
。
）
」

と
、
「
第
四
十
一
条
の
八
第
七
項
」
と
あ
る
の
は
「
第

四
十
一
条
の
六
第
七
項
」
と
、
「
地
方
税
法
（
昭
和
二

十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
」
と
あ
る
の
は
「
地

方
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
七
年
法
律
第

162



四
十
号
）
附
則
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を

有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
法
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税

法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
」
と
、

「
地
方
税
法
施
行
令
附
則
第
十
八
条
の
二
第
四
項
」
と

あ
る
の
は
「
改
正
前
の
地
方
税
法
施
行
令
第
十
八
条
の

二
第
四
項
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
租
税
特
別
措
置
法

施
行
規
則
」
と
あ
る
の
は
「
改
正
前
の
租
税
特
別
措
置

法
施
行
規
則
」
と
、
「
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
」
と

あ
る
の
は
「
改
正
前
の
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
」

と
、
「
地
方
税
法
施
行
令
」
と
あ
る
の
は
「
改
正
前
の

地
方
税
法
施
行
令
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
四
月
一
四
日
自
治
省
令
第

一
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
一
一
月
二
四
日
自
治
省
令

第
三
四
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
地
方
消
費
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

六
年
法
律
第
百
十
一
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）

附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
改
正
法
第
一
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
（
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
七
十
二
条
の
八
十
七
の

規
定
に
よ
る
申
告
書
に
係
る
消
費
税
法
（
昭
和
六
十
三

年
法
律
第
百
八
号
）
第
四
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る

中
間
申
告
対
象
期
間
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
中
間

申
告
対
象
期
間
」
と
い
う
。
）
を
一
の
課
税
期
間
と
み

な
し
て
改
正
法
附
則
第
六
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
し

て
算
出
し
た
金
額
を
当
該
中
間
申
告
対
象
期
間
に
係
る

新
法
第
七
十
二
条
の
八
十
七
各
項
の
規
定
に
規
定
す
る

消
費
税
法
第
四
十
三
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
金
額

と
し
て
当
該
申
告
書
を
提
出
す
る
事
業
者
（
新
法
第
七

十
二
条
の
七
十
七
第
一
号
に
規
定
す
る
事
業
者
を
い

い
、
新
法
第
七
十
二
条
の
八
十
七
第
一
項
に
規
定
す
る

承
継
相
続
人
を
含
む
。
次
項
及
び
次
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
係
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
以
下

「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
七
条
の
二
の
三
及
び
第
七
条

の
二
の
五
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
七

条
の
二
の
三
第
一
項
第
四
号
中
「
当
該
中
間
申
告
対
象

期
間
に
係
る
消
費
税
法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
一
号
に

掲
げ
る
金
額
（
同
法
第
四
十
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
を
提
出
す
る
場
合
に
あ
つ

て
は
、
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
金
額
）
」
と
あ
る
の
は
、

「
当
該
中
間
申
告
対
象
期
間
を
一
の
課
税
期
間
と
み
な

し
て
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
六

年
法
律
第
百
十
一
号
）
附
則
第
六
条
第
一
項
の
規
定
を

適
用
し
て
算
出
し
た
金
額
」
と
す
る
。

２
　
前
項
の
事
業
者
は
、
改
正
法
附
則
第
五
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
申
告
書
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
申
告
書
に
係
る
中
間
申
告
対
象
期
間
に
係
る

改
正
法
附
則
第
六
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額

の
計
算
に
関
す
る
明
細

二
　
当
該
中
間
申
告
対
象
期
間
に
係
る
改
正
法
附
則
第

六
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
金
額
の
計
算
に
関
す

る
明
細

三
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

第
三
条
　
改
正
法
附
則
第
六
条
第
一
項
又
は
第
四
項
の
規

定
の
適
用
を
受
け
る
事
業
者
に
係
る
新
規
則
第
七
条
の

二
の
四
第
一
項
及
び
第
七
条
の
二
の
五
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
七
条
の
二
の
四
第
一
項
第
三

号
中
「
当
該
課
税
期
間
に
係
る
法
第
七
十
二
条
の
八
十

八
第
一
項
に
規
定
す
る
消
費
税
額
」
と
あ
る
の
は
「
地

方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律

第
百
十
一
号
）
附
則
第
六
条
第
一
項
又
は
第
四
項
に
規

定
す
る
残
額
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
消
費
税
額
」
と

あ
る
の
は
「
残
額
」
と
す
る
。

２
　
改
正
法
附
則
第
六
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
の

適
用
を
受
け
る
事
業
者
に
係
る
新
規
則
第
七
条
の
二
の

四
第
二
項
及
び
第
七
条
の
二
の
五
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
新
規
則
第
七
条
の
二
の
四
第
二
項
第
三
号
中

「
当
該
課
税
期
間
に
係
る
法
第
七
十
二
条
の
八
十
八
第

二
項
に
規
定
す
る
不
足
額
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
税
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
百
十

一
号
）
附
則
第
六
条
第
二
項
又
は
第
三
項
に
規
定
す
る

控
除
し
き
れ
な
か
つ
た
金
額
」
と
、
同
項
第
四
号
中

「
不
足
額
」
と
あ
る
の
は
「
金
額
」
と
す
る
。

３
　
改
正
法
附
則
第
六
条
第
五
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け

る
事
業
者
に
係
る
新
規
則
第
七
条
の
二
の
四
第
二
項
及

び
第
七
条
の
二
の
五
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
新

規
則
第
七
条
の
二
の
四
第
二
項
第
三
号
中
「
当
該
課
税

期
間
に
係
る
法
第
七
十
二
条
の
八
十
八
第
二
項
に
規
定

す
る
不
足
額
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
税
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
百
十
一
号
）
附
則

第
六
条
第
五
項
に
規
定
す
る
同
条
第
一
項
第
二
号
に
掲

げ
る
金
額
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
不
足
額
」
と
あ
る

の
は
「
金
額
」
と
す
る
。

４
　
前
三
項
の
事
業
者
は
、
改
正
法
附
則
第
六
条
各
項
の

規
定
に
よ
る
申
告
書
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
改
正
法
附
則
第
六
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
金

額
の
計
算
に
関
す
る
明
細

二
　
改
正
法
附
則
第
六
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
金

額
の
計
算
に
関
す
る
明
細

三
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

第
四
条
　
当
分
の
間
、
新
規
則
第
七
条
の
二
の
三
か
ら
第

七
条
の
二
の
五
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
新

規
則
第
七
条
の
二
の
三
第
一
項
第
一
号
中
「
法
第
七
十

二
条
の
七
十
八
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
者
の
区
分

に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
場
所
（
当
該
場
所
と
住
所

若
し
く
は
居
所
又
は
本
店
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
（
以
下
本
号
、
次
条
及
び
第
七
条
の
二
の
六
に

お
い
て
「
住
所
等
」
と
い
う
。
）
と
が
異
な
る
場
合
に

は
、
当
該
場
所
及
び
住
所
等
）
」
と
あ
る
の
は
「
住
所

若
し
く
は
居
所
又
は
本
店
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
（
次
条
に
お
い
て
「
住
所
等
」
と
い
う
。
）
」

と
、
新
規
則
第
七
条
の
二
の
四
第
一
項
第
一
号
及
び
第

二
項
第
一
号
中
「
法
第
七
十
二
条
の
七
十
八
第
二
項
各

号
に
掲
げ
る
事
業
者
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め

る
場
所
（
当
該
場
所
と
住
所
等
と
が
異
な
る
場
合
に

は
、
当
該
場
所
及
び
住
所
等
）
」
と
あ
る
の
は
「
住
所

等
」
と
、
新
規
則
第
七
条
の
二
の
五
第
一
項
第
一
号
中

「
そ
の
者
に
係
る
法
第
七
十
二
条
の
七
十
八
第
二
項
各

号
に
掲
げ
る
事
業
者
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め

る
場
所
（
当
該
場
所
と
そ
の
死
亡
の
時
に
お
け
る
住
所

又
は
居
所
と
が
異
な
る
場
合
に
は
、
当
該
場
所
及
び
そ

の
死
亡
の
時
に
お
け
る
住
所
又
は
居
所
）
」
と
あ
る
の

は
「
そ
の
死
亡
の
時
に
お
け
る
住
所
又
は
居
所
」
と
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
一
二
月
二
六
日
自
治
省
令

第
三
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
三
月
三
一
日
自
治
省
令
第

一
四
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。
た
だ
し
、
第
十
条
の
二
の
六
の
次
に
一
条
を
加

え
る
改
正
規
定
及
び
第
十
一
条
の
六
の
前
に
一
条
を
加

え
る
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
十
三
条
、
第
十
三
条
の

二
及
び
第
十
四
条
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
三
条
第

二
項
の
規
定
は
、
平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規

則
」
と
い
う
。
）
第
七
条
の
五
の
三
の
規
定
は
、
平
成

八
年
四
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後

の
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
べ
き
不
動
産
取
得
税

に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
不
動
産
の
取
得
に
対

し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

２
　
地
方
税
法
及
び
国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
法

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
号
）

附
則
第
四
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
者

に
つ
い
て
新
規
則
附
則
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
準
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
八
年
大
蔵
省
令
第
十

八
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則

（
昭
和
三
十
二
年
大
蔵
省
令
第
十
五
号
）
第
二
十
三
条

の
九
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
場

合
に
お
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
地
方
税
法
（
昭
和

二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
附
則
第
十
二
条
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
条
の
七
第
一
項

の
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
十
二
号
。
以
下
こ
の
項
及
び

第
三
項
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
四

条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
地
方
税
法
（
昭
和
二
十

五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
附
則
第
十
二
条
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
条
の
七
第
一
項
の
」

と
、
「
法
第
七
十
条
の
七
第
一
項
に
」
と
あ
る
の
は

「
改
正
法
附
則
第
四
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
地

方
税
法
附
則
第
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
七
十
条
の
七
第
一
項
に
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
法

第
七
十
条
の
七
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
改
正
法
附
則

第
四
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
地
方
税
法
附
則
第

十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
条
の
七

第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
新
規
則
の

規
定
中
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
関
す
る
部
分

は
、
平
成
八
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
及
び

都
市
計
画
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
七
年
度
分
ま
で

の
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
規
則
第
十
条
の
三
及
び
第
十
一
条
の
五
の
規
定

は
、
平
成
九
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
及
び

都
市
計
画
税
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

３
　
新
規
則
第
十
一
条
の
四
第
三
項
の
規
定
は
、
施
行
日

以
後
に
取
得
さ
れ
る
同
項
に
規
定
す
る
航
空
機
に
対
し

て
課
す
る
平
成
九
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税

に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
取
得
さ
れ
た
改
正
前

の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）

第
十
一
条
の
四
第
三
項
に
規
定
す
る
航
空
機
に
対
し
て

課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。

４
　
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
八
年

法
律
第
十
二
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
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第
六
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
こ

と
と
さ
れ
る
同
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地

方
税
法
（
以
下
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
四
条

の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
施
設
又
は
設
備
に
対
し
て
課

す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
旧
規
則
附
則
第
五
条

の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
同
条
中
「
自
治
省
令
」
と
あ
る
の
は
、
「
総

務
省
令
」
と
す
る
。

５
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
四
十
項
の
規
定
は
、
施
行
日

以
後
に
取
得
さ
れ
る
同
項
に
規
定
す
る
機
器
に
対
し
て

課
す
る
平
成
九
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に

つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
取
得
さ
れ
た
旧
規
則
附

則
第
六
条
第
二
十
項
に
規
定
す
る
機
器
に
対
し
て
課
す

る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

６
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
五
十
二
項
の
規
定
は
、
施
行

日
以
後
に
取
得
さ
れ
る
同
項
に
規
定
す
る
機
械
そ
の
他

の
設
備
に
対
し
て
課
す
る
平
成
九
年
度
以
後
の
年
度
分

の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
取
得

さ
れ
た
旧
規
則
附
則
第
六
条
第
三
十
項
に
規
定
す
る
機

械
そ
の
他
の
設
備
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

７
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
五
十
三
項
の
規
定
は
、
施
行

日
以
後
に
取
得
さ
れ
る
同
項
に
規
定
す
る
機
械
そ
の
他

の
設
備
に
対
し
て
課
す
る
平
成
九
年
度
以
後
の
年
度
分

の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
取
得

さ
れ
た
旧
規
則
附
則
第
六
条
第
三
十
一
項
に
規
定
す
る

機
械
そ
の
他
の
設
備
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

８
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
六
十
項
の
規
定
は
、
施
行
日

以
後
に
取
得
さ
れ
る
同
項
に
規
定
す
る
設
備
に
対
し
て

課
す
る
平
成
九
年
度
以
後
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適

用
し
、
施
行
日
前
に
取
得
さ
れ
た
旧
規
則
附
則
第
六
条

第
三
十
八
項
に
規
定
す
る
設
備
に
対
し
て
課
す
る
固
定

資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

９
　
改
正
法
附
則
第
六
条
第
二
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
な

お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
旧
法
附
則
第
十
五
条

第
三
十
五
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
機
械
そ
の
他
の

設
備
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
旧

規
則
附
則
第
六
条
第
四
十
六
項
の
規
定
は
、
な
お
そ
の

効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
自

治
省
令
」
と
あ
る
の
は
、
「
総
務
省
令
」
と
す
る
。

（
特
別
土
地
保
有
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
第
三
項
に
定
め
る
も
の
を
除
き
、
新
規
則
の
規

定
中
土
地
に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
関
す

る
部
分
は
、
平
成
八
年
度
以
後
の
年
度
分
の
土
地
に
対

し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平

成
七
年
度
分
ま
で
の
土
地
に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地

保
有
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
規
則
の
規
定
中
土
地
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
特

別
土
地
保
有
税
に
関
す
る
部
分
は
、
施
行
日
以
後
の
土

地
の
取
得
に
対
し
て
課
す
べ
き
特
別
土
地
保
有
税
に
つ

い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
土
地
の
取
得
に
対
し
て
課

す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

３
　
新
規
則
第
十
六
条
の
十
三
第
二
項
の
規
定
（
土
地
に

対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
関
す
る
部
分
に
限

る
。
）
は
、
施
行
日
以
後
に
設
置
さ
れ
る
地
方
税
法
施

行
令
第
五
十
四
条
の
二
十
四
第
三
項
に
規
定
す
る
施
設

の
用
に
供
す
る
土
地
に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有

税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
設
置
さ
れ
た
同
項

に
規
定
す
る
施
設
の
用
に
供
す
る
土
地
に
対
し
て
課
す

る
特
別
土
地
保
有
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。

（
自
動
車
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条
　
新
規
則
附
則
第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定

は
、
施
行
日
以
後
の
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
べ

き
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
自

動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
取
得
税
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
事
業
所
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条
　
改
正
法
附
則
第
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
な

お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
旧
法
附
則
第
三
十
二

条
の
三
第
十
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
旧
規

則
附
則
第
十
二
条
の
三
第
三
項
の
規
定
は
、
な
お
そ
の

効
力
を
有
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
五
月
三
一
日
自
治
省
令
第

二
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
六
月
三
日
自
治
省
令
第
二

五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
七
月
三
一
日
自
治
省
令
第

二
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
八
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
八
月
三
〇
日
自
治
省
令
第

三
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
一
〇
月
九
日
自
治
省
令
第

三
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
一
二
月
二
四
日
自
治
省
令

第
三
六
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
第
五
号
の
四
様

式
は
、
平
成
九
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県

民
税
及
び
市
町
村
民
税
並
び
に
平
成
八
年
以
後
の
年
の

年
中
に
お
け
る
事
業
の
所
得
に
対
し
て
課
す
べ
き
個
人

の
事
業
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
八
年
度
分
ま
で
の

個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
並
び
に
平
成
七

年
以
前
の
年
の
年
中
に
お
け
る
事
業
の
所
得
に
対
し
て

課
す
る
個
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
三
月
一
一
日
自
治
省
令
第

八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
三
月
三
一
日
自
治
省
令
第

二
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
法
人
の
道
府
県
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施

行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
六
号
様
式

の
表
（
法
人
の
道
府
県
民
税
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）

は
、
平
成
九
年
四
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い

う
。
）
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
分
の
法
人
の
道
府

県
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
終
了
し
た
事

業
年
度
分
の
法
人
の
道
府
県
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

（
法
人
の
事
業
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
新
規
則
第
六
号
様
式
（
法
人
の
事
業
税
に
関
す

る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
六
号
様
式
別
表
五
、
第
六
号
様

式
別
表
五
の
二
の
表
、
第
六
号
様
式
別
表
七
記
載
要

領
、
第
六
号
様
式
別
表
八
記
載
要
領
及
び
第
八
号
様
式

記
載
要
領
は
、
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
分

の
法
人
の
事
業
税
（
施
行
日
前
に
解
散
し
た
法
人
の
清

算
中
の
事
業
年
度
に
係
る
事
業
税
を
除
く
。
）
に
つ
い

て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
分
の
法

人
の
事
業
税
及
び
施
行
日
前
に
解
散
し
た
法
人
の
清
算

中
の
事
業
年
度
に
係
る
事
業
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

（
平
成
九
年
度
の
特
別
地
方
消
費
税
の
交
付
額
の
特
例
）

第
四
条
　
平
成
九
年
度
に
限
り
、
新
規
則
第
九
条
の
三
第

一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
毎
年
度

三
月
に
、
前
年
度
三
月
か
ら
二
月
ま
で
の
間
」
と
あ
る

の
は
「
平
成
十
年
三
月
に
、
平
成
九
年
三
月
及
び
四

月
」
と
、
「
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
と
す
る
。
以
下

本
項
に
お
い
て
同
じ
」
と
、
「
二
分
の
一
」
と
あ
る
の

は
「
五
分
の
一
」
と
、
「
相
当
す
る
額
」
と
あ
る
の
は

「
相
当
す
る
額
と
平
成
九
年
五
月
か
ら
平
成
十
年
二
月

ま
で
の
間
に
当
該
道
府
県
に
納
入
さ
れ
、
又
は
納
付
さ

れ
た
当
該
各
市
町
村
に
所
在
す
る
同
条
の
場
所
に
係
る

特
別
地
方
消
費
税
の
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
と

の
合
計
額
」
と
す
る
。

（
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条
　
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
新
規
則
の

規
定
中
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
関
す
る
部
分

は
、
平
成
九
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
及
び

都
市
計
画
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
八
年
度
分
ま
で

の
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
四
十
五
項
の
規
定
は
、
施
行

日
以
後
に
取
得
さ
れ
る
同
項
に
規
定
す
る
機
械
そ
の
他

の
設
備
に
対
し
て
課
す
る
平
成
十
年
度
以
後
の
年
度
分

の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
取
得

さ
れ
た
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
施

行
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
附
則
第
六
条

第
四
十
一
項
に
規
定
す
る
機
械
そ
の
他
の
設
備
に
対
し

て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

３
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
五
十
六
項
の
規
定
は
、
施
行

日
以
後
に
取
得
さ
れ
る
同
項
に
規
定
す
る
機
械
そ
の
他

の
設
備
に
対
し
て
課
す
る
平
成
十
年
度
以
後
の
年
度
分

の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
取
得

さ
れ
た
旧
規
則
附
則
第
六
条
第
五
十
二
項
に
規
定
す
る

機
械
そ
の
他
の
設
備
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４
　
地
方
税
法
及
び
国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
法

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
九
年
法
律
第
九
号
）

附
則
第
九
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す

る
こ
と
と
さ
れ
る
同
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前

の
地
方
税
法
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
旧
法
」
と
い

う
。
）
附
則
第
十
五
条
第
三
十
二
項
に
規
定
す
る
機
械

そ
の
他
の
設
備
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い

て
は
、
旧
規
則
附
則
第
六
条
第
六
十
七
項
の
規
定
は
、

な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
平

成
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
の
間
に
取
得
さ
れ
た
旧
法
附
則
第
十
五
条
第
三
十
二

項
に
規
定
す
る
機
械
そ
の
他
の
設
備
に
対
す
る
旧
規
則

附
則
第
六
条
第
六
十
七
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
同
項
中
「
政
令
附
則
第
十
一
条
第
四
十
一
項
に
規
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定
す
る
自
治
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
税
法
施
行
令

及
び
国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
法
施
行
令
の
一

部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
九
年
政
令
第
百
号
）
附
則

第
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
も

の
と
し
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
令
第
一
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
施
行
令
附
則
第
十
一
条

第
四
十
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
」
と
、
同
項
第
一

号
中
「
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
」
と
あ
る
の
は
「
同
議

定
書
附
属
書
Ｃ
の
グ
ル
ー
プ
Ⅰ
に
属
す
る
も
の
並
び
に

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
ド
ラ

イ
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
装
置
（
特
定
フ
ロ
ン
等
に
代
替
す
る

溶
剤
を
用
い
て
洗
浄
を
行
う
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、

こ
れ
と
同
時
に
設
置
す
る
専
用
の
廃
液
処
理
装
置
、
溶

剤
回
収
装
置
又
は
配
管
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
削

除
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
代
替
す
る
物
質
」
と
あ
る

の
は
「
代
替
す
る
物
質
（
オ
ゾ
ン
層
を
破
壊
す
る
物
質

に
関
す
る
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
議
定
書
附
属
書
Ｃ
の
グ
ル

ー
プ
Ⅰ
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
本
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
」
と
す
る
。

（
事
業
所
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条
　
旧
規
則
第
二
十
四
条
の
十
一
第
六
項
に
規
定
す

る
設
備
に
係
る
地
方
税
法
第
七
百
一
条
の
三
十
一
第
一

項
第
五
号
に
規
定
す
る
事
業
所
等
に
お
い
て
行
う
事
業

の
う
ち
、
施
行
日
以
後
に

初
に
終
了
す
る
事
業
年
度

分
ま
で
の
法
人
の
事
業
（
施
行
日
以
後
に
事
業
を
開
始

す
る
法
人
の
事
業
を
除
く
。
）
及
び
平
成
九
年
以
前
の

年
分
の
個
人
の
事
業
（
施
行
日
以
後
に
事
業
を
開
始
す

る
個
人
の
事
業
を
除
く
。
）
に
対
し
て
課
す
る
同
法
第

七
百
一
条
の
三
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
に
係
る

事
業
所
税
並
び
に
平
成
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行

わ
れ
る
旧
規
則
第
二
十
四
条
の
十
一
第
六
項
に
規
定
す

る
設
備
に
係
る
同
法
第
七
百
一
条
の
三
十
一
第
一
項
第

七
号
に
規
定
す
る
事
業
所
用
家
屋
の
新
築
又
は
増
築
に

対
し
て
課
す
べ
き
同
法
第
七
百
一
条
の
三
十
二
第
二
項

に
規
定
す
る
新
増
設
に
係
る
事
業
所
税
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
六
月
一
二
日
自
治
省
令
第

二
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
六
月
一
八
日
自
治
省
令
第

三
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
一
一
月
二
七
日
自
治
省
令

第
四
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
九
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
一
二
月
二
五
日
自
治
省
令

第
四
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
一
月
三
〇
日
自
治
省
令

第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
三
月
三
一
日
自
治
省
令

第
一
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該

各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
第
十
六
条
の
五
の

二
十
二
の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
（
同
規
則

第
十
六
条
の
五
の
二
十
四
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

並
び
に
同
規
則
附
則
第
十
二
条
の
三
及
び
第
十
二
条

の
四
の
改
正
規
定
（
同
規
則
附
則
第
十
二
条
の
四
第

六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
並

び
に
同
規
則
附
則
第
十
二
条
の
五
を
同
規
則
附
則
第

十
二
条
の
八
と
し
、
同
条
の
前
に
三
条
を
加
え
る
改

正
規
定
（
同
規
則
附
則
第
十
二
条
の
七
第
二
項
及
び

第
三
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
　
中
心
市
街
地
に
お

け
る
市
街
地
の
整
備
改
善
及
び
商
業
等
の
活
性
化
の

一
体
的
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
九

十
二
号
）
の
施
行
の
日

二
　
第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
第
十
八
条
の
三
に

一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
同
規
則
第
三
十
六
号

様
式
の
改
正
規
定
（
自
動
車
教
習
所
業
に
係
る
部
分

に
限
る
。
）
　
平
成
十
年
六
月
一
日

三
　
第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
第
十
八
条
の
十
一

の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
（
同
規
則
第
十
八

条
の
十
一
の
三
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
同
規

則
第
四
十
三
号
の
六
様
式
の
次
に
一
様
式
を
加
え
る

改
正
規
定
　
平
成
十
年
十
月
一
日

四
　
第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
第
二
十
六
条
を
同

規
則
第
三
十
四
条
と
し
、
同
規
則
第
二
十
五
条
を
同

規
則
第
三
十
三
条
と
し
、
同
規
則
第
二
十
四
条
の
三

十
一
を
同
規
則
第
三
十
二
条
と
し
、
同
規
則
第
二
十

四
条
の
三
十
の
次
に
七
条
を
加
え
る
改
正
規
定
　
地

方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法

律
第
二
十
七
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附

則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日

五
　
第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
十
三
条
の

二
の
改
正
規
定
、
同
規
則
第
十
六
号
様
式
か
ら
第
十

六
号
の
三
様
式
ま
で
、
第
十
六
号
の
五
様
式
か
ら
第

十
六
号
の
八
様
式
ま
で
、
第
三
十
四
号
の
二
様
式
か

ら
第
三
十
四
号
の
二
の
四
様
式
ま
で
及
び
第
三
十
四

号
の
二
の
六
様
式
の
改
正
規
定
、
同
規
則
第
四
十
四

号
様
式
か
ら
第
四
十
五
号
様
式
別
表
ま
で
の
改
正
規

定
（
「
日
本
工
業
規
格
Ｂ
５
」
を
「
日
本
工
業
規
格

Ａ
４
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
同
規
則

第
四
十
八
号
の
二
様
式
か
ら
第
四
十
八
号
の
九
様
式

ま
で
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
七
条
の
規
定
　
平

成
十
一
年
四
月
一
日

六
　
第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
第
三
十
四
号
の
八

様
式
及
び
第
三
十
四
号
の
九
様
式
の
改
正
規
定
、
同

規
則
第
三
十
四
号
の
十
様
式
の
改
正
規
定
（
「
第
三

十
四
号
の
十
様
式
（
第
十
六
条
の
二
十
四
関
係
）
」

を
「
第
三
十
四
号
の
十
様
式
（
用
紙
日
本
工
業
規
格

Ａ
４
）
（
第
十
六
条
の
二
十
四
関
係
）
」
に
改
め
る
部

分
に
限
る
。
）
並
び
に
同
規
則
第
三
十
四
号
の
十
一

様
式
か
ら
第
三
十
五
号
様
式
ま
で
、
第
三
十
五
号
様

式
別
表
、
第
三
十
五
号
の
三
様
式
、
第
三
十
六
号
の

二
様
式
か
ら
第
四
十
二
号
様
式
ま
で
、
第
四
十
三
号

様
式
の
改
正
規
定
（
「
日
本
工
業
規
格
Ｂ
５
」
を

「
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、

第
四
十
三
号
の
二
様
式
か
ら
第
四
十
三
号
の
六
様
式

ま
で
、
第
四
十
三
号
の
七
様
式
か
ら
第
四
十
三
号
の

九
様
式
ま
で
及
び
第
四
十
三
号
の
十
一
様
式
か
ら
第

四
十
三
号
の
十
七
様
式
別
表
十
ま
で
の
改
正
規
定
　

平
成
十
一
年
一
月
一
日

（
納
付
受
託
証
書
及
び
納
入
受
託
証
書
に
関
す
る
経
過

措
置
）

第
二
条
　
道
府
県
又
は
市
町
村
は
、
地
方
税
法
第
十
六
条

の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
納
付
受
託
証
書
又
は
納
入

受
託
証
書
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
一
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
間
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の

地
方
税
法
施
行
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）

第
一
号
の
二
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
関
す
る
経

過
措
置
）

第
三
条
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施

行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
五
号
の
九

様
式
及
び
第
十
八
号
様
式
は
、
平
成
十
年
四
月
一
日

（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
提
出
す
る
退
職

所
得
申
告
書
及
び
給
与
所
得
者
異
動
届
出
書
に
つ
い
て

適
用
し
、
施
行
日
前
に
提
出
す
る
退
職
所
得
申
告
書
及

び
給
与
所
得
者
異
動
届
出
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

２
　
新
規
則
第
十
七
号
様
式
及
び
第
十
七
号
の
二
様
式

は
、
平
成
十
一
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県

民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
十
年

度
分
ま
で
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
退
職
所
得
申
告
書

に
あ
っ
て
は
平
成
十
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
、
給
与

所
得
者
異
動
届
出
書
に
あ
っ
て
は
平
成
十
一
年
十
二
月

三
十
一
日
ま
で
に
提
出
す
る
も
の
に
限
り
、
旧
規
則
第

五
号
の
九
様
式
及
び
第
十
八
号
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で

き
る
。

（
法
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
関
す
る
経

過
措
置
）

第
四
条
　
新
規
則
の
規
定
中
法
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市

町
村
民
税
に
関
す
る
部
分
は
、
施
行
日
以
後
に
開
始
す

る
事
業
年
度
分
の
法
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民

税
並
び
に
施
行
日
以
後
の
解
散
又
は
合
併
に
よ
る
清
算

所
得
に
対
す
る
法
人
税
額
に
係
る
法
人
の
道
府
県
民
税

及
び
市
町
村
民
税
（
清
算
所
得
に
対
す
る
法
人
税
を
課

さ
れ
る
法
人
の
清
算
中
の
事
業
年
度
に
係
る
法
人
税
額

及
び
残
余
財
産
の
一
部
分
配
に
よ
り
納
付
す
べ
き
法
人

税
額
に
係
る
法
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
を

含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
適

用
し
、
施
行
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
分
の
法
人
の

道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
並
び
に
施
行
日
前
の
解

散
又
は
合
併
に
よ
る
清
算
所
得
に
対
す
る
法
人
税
額
に

係
る
法
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
法
人
の
事
業
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条
　
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
新
規
則
の

規
定
中
法
人
の
事
業
税
に
関
す
る
部
分
は
、
施
行
日
以

後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
分
の
法
人
の
事
業
税
及
び
施

行
日
以
後
の
解
散
又
は
合
併
に
よ
る
清
算
所
得
に
対
す

る
法
人
の
事
業
税
（
清
算
所
得
に
対
す
る
事
業
税
を
課

さ
れ
る
法
人
の
清
算
中
の
事
業
年
度
に
係
る
法
人
の
事

業
税
及
び
残
余
財
産
の
一
部
分
配
に
よ
り
納
付
す
べ
き

法
人
の
事
業
税
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
開
始
し
た
事

業
年
度
分
の
法
人
の
事
業
税
及
び
施
行
日
前
の
解
散
又

は
合
併
に
よ
る
清
算
所
得
に
対
す
る
法
人
の
事
業
税
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
法
人
の
施
行
日
前
に
開
始
し
、
か
つ
、
施
行
日

以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
お
け
る
旧
規
則
第
六
号

様
式
、
第
六
号
様
式
別
表
五
及
び
第
六
号
様
式
別
表
五

の
二
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
旧
規
則
第
六
号
様
式
中

「
（
法
人
税
の
明
細
書
（
別
表
４
）
の
（
２
９
）
）
」
と

あ
る
の
は
「
（
法
人
税
の
明
細
書
（
別
表
４
）
の
（
３

０
）
）
」
と
、
旧
規
則
第
六
号
様
式
別
表
五
及
び
第
六
号

様
式
別
表
五
の
二
中
「
（
法
人
税
の
明
細
書
（
別
表

（
４
）
）
の
（
２
９
）
）
」
と
あ
る
の
は
「
（
法
人
税
の
明

細
書
（
別
表
（
４
）
）
の
（
３
０
）
）
」
と
す
る
。

２
　
新
規
則
第
四
条
の
規
定
は
、
法
人
の
施
行
日
以
後
に

取
得
す
る
租
税
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
平
成
十
年
法
律
第
二
十
三
号
）
第
一
条
の
規
定
に
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よ
る
改
正
後
の
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法

律
第
二
十
六
号
）
第
五
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特

定
株
式
等
に
つ
い
て
適
用
し
、
法
人
の
施
行
日
前
に
取

得
し
た
租
税
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
十
年
法
律
第
二
十
三
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
前
の
租
税
特
別
措
置
法
第
五
十
五
条
第
一
項
に

規
定
す
る
特
定
株
式
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

３
　
第
七
号
様
式
の
改
正
規
定
（
「
日
本
工
業
規
格
Ｂ
５
」

を
「
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）

に
よ
る
改
正
後
の
第
七
号
様
式
の
規
定
は
、
施
行
日
以

後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
の
翌
事
業
年
度
分
の
法
人
の

事
業
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
開
始
し
た
事

業
年
度
の
翌
事
業
年
度
分
の
法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条
　
新
規
則
の
規
定
中
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
部

分
は
、
施
行
日
以
後
の
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す

べ
き
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の

不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
道
府
県
た
ば
こ
税
及
び
市
町
村
た
ば
こ
税
に
関
す
る

経
過
措
置
）

第
七
条
　
新
規
則
第
十
六
号
様
式
か
ら
第
十
六
号
の
三
様

式
ま
で
、
第
十
六
号
の
五
様
式
か
ら
第
十
六
号
の
八
様

式
ま
で
、
第
三
十
四
号
の
二
様
式
か
ら
第
三
十
四
号
の

二
の
四
様
式
別
表
ま
で
、
第
三
十
四
号
の
二
の
六
様
式

及
び
第
四
十
八
号
の
二
様
式
か
ら
第
四
十
八
号
の
九
様

式
ま
で
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
二
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
、
旧
規
則
の
相
当
の
様
式
に
よ
る
こ
と

が
で
き
る
。

（
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
八
条
　
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
新
規
則
の

規
定
中
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
関
す
る
部
分

は
、
平
成
十
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
及
び

都
市
計
画
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
九
年
度
分
ま
で

の
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
二
十
三
項
の
規
定
は
、
施
行

日
以
後
に
取
得
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
ご
み
処
理
施

設
に
対
し
て
課
す
る
平
成
十
一
年
度
以
後
の
年
度
分
の

固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
取
得
さ

れ
た
旧
規
則
附
則
第
六
条
第
二
十
三
項
に
規
定
す
る
ご

み
処
理
施
設
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
二
十
四
項
の
規
定
は
、
施
行

日
以
後
に
取
得
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
一
般
廃
棄
物

の

終
処
分
場
に
対
し
て
課
す
る
平
成
十
一
年
度
以
後

の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日

前
に
取
得
さ
れ
た
旧
規
則
附
則
第
六
条
第
二
十
四
項
に

規
定
す
る
一
般
廃
棄
物
の

終
処
分
場
に
対
し
て
課
す

る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

４
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
二
十
五
項
の
規
定
は
、
施
行

日
以
後
に
取
得
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
産
業
廃
棄
物

処
理
施
設
に
対
し
て
課
す
る
平
成
十
一
年
度
以
後
の
年

度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に

取
得
さ
れ
た
旧
規
則
附
則
第
六
条
第
二
十
五
項
に
規
定

す
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資

産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

５
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
二
十
六
項
の
規
定
は
、
施
行

日
以
後
に
取
得
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
廃
油
の
焼
却

施
設
、
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
の
破
砕
施
設
及
び
廃
プ
ラ

ス
チ
ッ
ク
類
の
焼
却
施
設
に
対
し
て
課
す
る
平
成
十
一

年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用

し
、
施
行
日
前
に
取
得
さ
れ
た
旧
規
則
附
則
第
六
条
第

二
十
六
項
に
規
定
す
る
廃
油
の
焼
却
施
設
、
廃
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
類
の
破
砕
施
設
及
び
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
の
焼

却
施
設
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

６
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
三
十
四
項
第
二
号
の
規
定

は
、
施
行
日
以
後
に
取
得
さ
れ
た
改
正
法
第
一
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
附
則
第
十
五
条
第
八
項

に
規
定
す
る
施
設
又
は
設
備
に
対
し
て
課
す
る
平
成
十

一
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用

し
、
施
行
日
前
に
取
得
さ
れ
た
改
正
法
第
一
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
（
以
下
「
旧
法
」
と
い

う
。
）
附
則
第
十
五
条
第
八
項
に
規
定
す
る
施
設
又
は

設
備
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

７
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
三
十
六
項
の
規
定
は
、
施
行

日
以
後
に
取
得
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
産
業
廃
棄
物

の
焼
却
施
設
に
対
し
て
課
す
る
平
成
十
一
年
度
以
後
の

年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前

に
取
得
さ
れ
た
旧
規
則
附
則
第
六
条
第
三
十
六
項
に
規

定
す
る
産
業
廃
棄
物
の
焼
却
施
設
に
対
し
て
課
す
る
固

定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

８
　
改
正
法
附
則
第
六
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
効

力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
旧
法
附
則
第
十
五
条
第
九

項
に
規
定
す
る
騒
音
を
防
止
す
る
た
め
の
施
設
に
対
し

て
課
す
る
平
成
十
年
度
分
及
び
平
成
十
一
年
度
分
の
固

定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
旧
規
則
附
則
第
六
条
第
三
十

八
項
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

９
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
四
十
三
項
の
規
定
は
、
施
行

日
以
後
に
取
得
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
機
器
に
対
し

て
課
す
る
平
成
十
一
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産

税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
取
得
さ
れ
た
旧
規

則
附
則
第
六
条
第
四
十
四
項
に
規
定
す
る
機
器
に
対
し

て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

10
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
五
十
四
項
の
規
定
は
、
施
行

日
以
後
に
取
得
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
機
械
そ
の
他

の
設
備
に
対
し
て
課
す
る
平
成
十
一
年
度
以
後
の
年
度

分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
取

得
さ
れ
た
旧
規
則
附
則
第
六
条
第
五
十
六
項
に
規
定
す

る
機
械
そ
の
他
の
設
備
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

11
　
新
規
則
第
二
十
六
号
様
式
か
ら
第
二
十
六
号
様
式
別

表
二
ま
で
及
び
第
三
十
号
様
式
か
ら
第
三
十
号
様
式
別

表
四
ま
で
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
一
年
十
二
月
三
十
一

日
ま
で
の
間
、
旧
規
則
の
相
当
の
様
式
に
よ
る
こ
と
が

で
き
る
。

（
特
別
土
地
保
有
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
九
条
　
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
新
規
則
の

規
定
中
土
地
に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
関

す
る
部
分
は
、
平
成
十
年
度
以
後
の
年
度
分
の
土
地
に

対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
つ
い
て
適
用
し
、

平
成
九
年
度
分
ま
で
の
土
地
に
対
し
て
課
す
る
特
別
土

地
保
有
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
新
規
則
の
規
定

中
土
地
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に

関
す
る
部
分
は
、
施
行
日
以
後
の
土
地
の
取
得
に
対
し

て
課
す
べ
き
特
別
土
地
保
有
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施

行
日
前
の
土
地
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保

有
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
新
規
則
第
十
六
条
の
五
の
二
十
一
第
三
項
第
六
号
の

規
定
（
土
地
に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
関

す
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
施
行
日
以
後
に
新
築
又
は

増
築
さ
れ
た
同
号
に
規
定
す
る
店
舗
及
び
附
属
施
設
の

用
に
供
す
る
家
屋
又
は
構
築
物
の
敷
地
の
用
に
供
す
る

土
地
に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
つ
い
て
適

用
す
る
。

４
　
新
規
則
第
十
六
条
の
六
第
六
項
の
規
定
（
土
地
に
対

し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
関
す
る
部
分
に
限

る
。
）
は
、
施
行
日
以
後
に
取
得
さ
れ
た
同
項
に
規
定

す
る
施
設
の
用
に
供
す
る
土
地
に
対
し
て
課
す
る
特
別

土
地
保
有
税
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

５
　
新
規
則
第
十
六
条
の
六
第
七
項
の
規
定
（
土
地
に
対

し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
関
す
る
部
分
に
限

る
。
）
は
、
施
行
日
以
後
に
取
得
さ
れ
た
同
項
に
規
定

す
る
施
設
の
用
に
供
す
る
土
地
に
対
し
て
課
す
る
特
別

土
地
保
有
税
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

６
　
平
成
十
一
年
一
月
一
日
前
に
行
わ
れ
る
申
告
又
は
申

請
に
つ
い
て
新
規
則
第
三
十
四
号
の
五
様
式
か
ら
第
三

十
四
号
の
七
様
式
ま
で
の
様
式
を
適
用
す
る
場
合
に

は
、
新
規
則
第
三
十
四
号
の
五
様
式
中
「
第
三
十
四
号

の
五
様
式
（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
十
六
条

の
二
十
四
関
係
）
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
四
号
の
五

様
式
（
第
十
六
条
の
二
十
四
関
係
）
」
と
、
新
規
則
第

三
十
四
号
の
六
様
式
中
「
第
三
十
四
号
の
六
様
式
（
用

紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
十
六
条
の
二
十
四
関

係
）
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
四
号
の
六
様
式
（
第
十

六
条
の
二
十
四
関
係
）
」
と
、
新
規
則
第
三
十
四
号
の

七
様
式
中
「
第
三
十
四
号
の
七
様
式
（
用
紙
日
本
工
業

規
格
Ａ
４
）
（
第
十
六
条
の
二
十
四
関
係
）
」
と
あ
る
の

は
「
第
三
十
四
号
の
七
様
式
（
第
十
六
条
の
二
十
四
関

係
）
」
と
す
る
。

（
自
動
車
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
条
　
新
規
則
の
規
定
中
自
動
車
取
得
税
に
関
す
る
部

分
は
、
施
行
日
以
後
の
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す

べ
き
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の

自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
取
得
税
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
軽
油
引
取
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
一
条
　
新
規
則
第
十
八
条
の
三
第
四
項
の
規
定
は
、

施
行
日
以
後
の
軽
油
の
引
取
り
に
対
し
て
課
す
べ
き
軽

油
引
取
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
軽
油
の
引

取
り
に
対
し
て
課
す
る
軽
油
引
取
税
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
平
成
二
年
五
月
三
十
一
日
に
お
い
て
地
方
税
法
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
元
年
法
律
第
十
四
号
）
附

則
第
八
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
特
約
業
者
と
み
な
さ

れ
て
い
た
者
に
係
る
新
規
則
第
十
八
条
の
三
第
四
項
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
「
専
ら
潤
滑

油
」
と
あ
る
の
は
「
潤
滑
油
」
と
す
る
。

３
　
新
規
則
第
三
十
五
号
様
式
、
第
三
十
五
号
様
式
別
表

及
び
第
三
十
五
号
の
三
様
式
は
、
平
成
十
一
年
一
月
以

後
の
月
分
に
係
る
申
告
書
か
ら
適
用
し
、
平
成
十
年
十

二
月
ま
で
の
月
分
に
係
る
申
告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

４
　
新
規
則
第
四
十
三
号
の
十
三
様
式
か
ら
第
四
十
三
号

の
十
七
様
式
別
表
十
ま
で
の
様
式
は
、
平
成
十
一
年
一

月
以
後
の
月
分
に
係
る
報
告
書
か
ら
適
用
し
、
平
成
十

年
十
二
月
ま
で
の
月
分
に
係
る
報
告
書
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
事
業
所
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
二
条
　
第
三
項
に
定
め
る
も
の
を
除
き
、
新
規
則
の

規
定
中
事
業
に
係
る
事
業
所
税
（
地
方
税
法
第
七
百
一

条
の
三
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
に
係
る
事
業
所
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税
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
関
す
る
部
分
は
、
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る

事
業
年
度
分
の
法
人
の
事
業
及
び
平
成
十
年
以
後
の
年

分
の
個
人
の
事
業
（
施
行
日
前
に
廃
止
さ
れ
た
個
人
の

事
業
を
除
く
。
）
に
対
し
て
課
す
べ
き
事
業
に
係
る
事

業
所
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
終
了
し
た
事

業
年
度
分
の
法
人
の
事
業
並
び
に
平
成
十
年
前
の
年
分

の
個
人
の
事
業
及
び
平
成
十
年
分
の
個
人
の
事
業
で
施

行
日
前
に
廃
止
さ
れ
た
も
の
に
対
し
て
課
す
る
事
業
に

係
る
事
業
所
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

２
　
第
四
項
に
定
め
る
も
の
を
除
き
、
新
規
則
の
規
定
中

新
増
設
に
係
る
事
業
所
税
（
地
方
税
法
第
七
百
一
条
の

三
十
二
第
二
項
に
規
定
す
る
新
増
設
に
係
る
事
業
所
税

を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
関
す
る
部
分
は
、
施
行
日
以
後
に
行
わ
れ
る
事
業
所

用
家
屋
（
地
方
税
法
第
七
百
一
条
の
三
十
一
第
一
項
第

七
号
に
規
定
す
る
事
業
所
用
家
屋
を
い
う
。
以
下
こ
の

項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
新
築
又
は
増
築

に
対
し
て
課
す
べ
き
新
増
設
に
係
る
事
業
所
税
に
つ
い

て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
事
業
所
用
家
屋
の

新
築
又
は
増
築
に
対
し
て
課
す
る
新
増
設
に
係
る
事
業

所
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
第
一
条
の
規
定
（
地
方
税
法
施
行
規
則
第
四
十
四
号

様
式
か
ら
第
四
十
四
号
様
式
別
表
四
ま
で
の
改
正
規
定

（
「
日
本
工
業
規
格
Ｂ
５
」
を
「
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
」

に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
に
限
る
。
）
に
よ
る
改
正
後

の
地
方
税
法
施
行
規
則
第
四
十
四
号
様
式
か
ら
第
四
十

四
号
様
式
別
表
四
ま
で
の
様
式
は
、
平
成
十
一
年
四
月

一
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
分
の
法
人
の
事
業
及

び
平
成
十
一
年
以
後
の
年
分
の
個
人
の
事
業
（
同
日
前

に
廃
止
さ
れ
た
個
人
の
事
業
を
除
く
。
）
に
対
し
て
課

す
べ
き
事
業
に
係
る
事
業
所
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
同

日
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
分
の
法
人
の
事
業
並
び
に

平
成
十
一
年
前
の
年
分
の
個
人
の
事
業
及
び
平
成
十
一

年
分
の
個
人
の
事
業
で
同
日
前
に
廃
止
さ
れ
た
も
の
に

対
し
て
課
す
る
事
業
に
係
る
事
業
所
税
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４
　
第
一
条
の
規
定
（
地
方
税
法
施
行
規
則
第
四
十
五
号

様
式
か
ら
第
四
十
五
号
様
式
別
表
ま
で
の
改
正
規
定

（
「
日
本
工
業
規
格
Ｂ
５
」
を
「
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
」

に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
に
限
る
。
）
に
よ
る
改
正
後

の
地
方
税
法
施
行
規
則
第
四
十
五
号
様
式
か
ら
第
四
十

五
号
様
式
別
表
ま
で
の
様
式
は
、
平
成
十
一
年
四
月
一

日
以
後
に
行
わ
れ
る
事
業
所
用
家
屋
の
新
築
又
は
増
築

に
対
し
て
課
す
べ
き
新
増
設
に
係
る
事
業
所
税
に
つ
い

て
適
用
し
、
同
日
前
に
行
わ
れ
た
事
業
所
用
家
屋
の
新

築
又
は
増
築
に
対
し
て
課
す
る
新
増
設
に
係
る
事
業
所

税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
五
月
二
九
日
自
治
省
令

第
二
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
年
五
月
三
十
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
一
〇
年
一
〇
月
二
一
日
自
治
省

令
第
三
九
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
年
十
月
二
十
二
日
か
ら
施
行

す
る
。

２
　
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
第
十
条
の
十
二
及
び

第
十
条
の
十
三
並
び
に
同
令
附
則
第
六
条
の
四
第
一
項

第
二
号
の
規
定
は
、
平
成
十
一
年
度
以
後
の
年
度
分
の

固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平

成
十
年
度
分
ま
で
の
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
一
一
月
三
〇
日
自
治
省

令
第
四
一
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
年
十
二
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
三
第
一
項
第
二
号
の
改

正
規
定
は
、
平
成
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規

則
」
と
い
う
。
）
第
五
号
の
四
様
式
は
、
平
成
十
一
年

度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村

民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
十
年
度
分
ま
で
の
個
人

の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
平
成
十
一
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町

村
民
税
に
限
り
、
新
規
則
第
五
十
三
号
様
式
中
「
平

成
　
　
年
か
ら
平
成
　
　
年
ま
で
の
間
」
と
あ
る
の
は

「
平
成
９
年
中
」
と
、
「
平
成
　
　
年
度
分
以
前
の
各
年

度
分
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
１
０
年
度
分
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
月
二
七
日
自
治
省
令

第
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
三
月
三
一
日
自
治
省
令

第
一
七
号
）
　
抄

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当

該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
七
条
の
三
の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、

第
十
条
の
七
の
改
正
規
定
及
び
同
条
の
次
に
六
条
を

加
え
る
改
正
規
定
（
第
十
条
の
七
の
二
に
係
る
部
分

に
限
る
。
）
　
平
成
十
二
年
四
月
一
日

二
　
第
二
十
四
条
の
十
二
、
第
二
十
四
条
の
十
五
、
第

二
十
四
条
の
十
六
及
び
第
二
十
四
条
の
二
十
四
の
改

正
規
定
　
平
成
十
一
年
十
月
一
日

三
　
附
則
第
四
条
の
二
及
び
第
八
条
の
三
の
四
の
改
正

規
定
　
平
成
十
一
年
五
月
一
日

四
　
附
則
第
六
条
第
六
十
二
項
の
改
正
規
定
　
高
度
テ

レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
施
設
整
備
促
進
臨
時
措
置
法
（
平

成
十
一
年
法
律
第
六
十
三
号
）
の
施
行
の
日

五
　
附
則
第
六
条
第
八
十
一
項
各
号
の
改
正
規
定
　
平

成
十
一
年
五
月
二
十
日

六
　
附
則
第
六
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
　
家
畜

排
せ
つ
物
の
管
理
の
適
正
化
及
び
利
用
の
促
進
に
関

す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
十
二
号
）
の
施

行
の
日

七
　
第
三
十
六
号
様
式
の
改
正
規
定
　
平
成
十
一
年
六

月
一
日

（
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
関
す
る
経

過
措
置
）

第
二
条
　
平
成
十
二
年
一
月
一
日
前
に
交
付
さ
れ
る
納
税

通
知
書
に
係
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
以
下

「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
号
の
三
様
式
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
同
様
式
中
「
（
当
該
期
間
の
属
す
る
各
年
の

前
年
の
１
１
月
３
０
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
（
当
該
期
間

の
う
ち
平
成
１
２
年
１
月
１
日
以
後
の
期
間
に
つ
い
て

は
、
平
成
１
１
年
１
１
月
３
０
日
」
と
す
る
。

（
事
業
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
新
規
則
第
六
号
様
式
、
第
六
号
様
式
別
表
五
及

び
第
八
号
様
式
は
、
平
成
十
一
年
四
月
一
日
（
以
下

「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
分

の
法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
終

了
し
た
事
業
年
度
分
の
法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
規
則
第
十
四
号
の
二
様
式
は
、
平
成
十
一
年
以
後

の
年
の
年
中
に
お
け
る
事
業
の
所
得
に
対
し
て
課
す
る

個
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
十
年
以
前
の

年
の
年
中
に
お
け
る
事
業
の
所
得
に
対
し
て
課
す
る
個

人
の
事
業
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
新
規
則
の
規
定
中
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
部

分
は
、
施
行
日
以
後
の
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す

べ
き
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の

不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条
　
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
新
規
則
の

規
定
中
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
関
す
る
部
分

は
、
平
成
十
一
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
及

び
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
十
年
度
分
ま

で
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

２
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
三
十
三
項
第
二
号
の
規
定

は
、
施
行
日
以
後
に
取
得
さ
れ
た
地
方
税
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
十
五
号
。
以
下

「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
附

則
第
十
五
条
第
八
項
に
規
定
す
る
施
設
又
は
設
備
に
対

し
て
課
す
る
平
成
十
二
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資

産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
取
得
さ
れ
た
改

正
法
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
（
以
下
「
旧
法
」
と

い
う
。
）
附
則
第
十
五
条
第
八
項
に
規
定
す
る
施
設
又

は
設
備
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
五
十
四
項
の
規
定
は
、
施
行

日
以
後
に
取
得
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
機
械
そ
の
他

の
設
備
に
対
し
て
課
す
る
平
成
十
二
年
度
以
後
の
年
度

分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
取

得
さ
れ
た
改
正
前
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
以
下
「
旧

規
則
」
と
い
う
。
）
附
則
第
六
条
第
五
十
四
項
に
規
定

す
る
機
械
そ
の
他
の
設
備
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産

税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４
　
地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成

十
一
年
政
令
第
九
十
四
号
。
以
下
「
改
正
令
」
と
い

う
。
）
附
則
第
四
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力

を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
改
正
令
に
よ
る
改
正
前
の
地

方
税
法
施
行
令
（
以
下
「
旧
令
」
と
い
う
。
）
附
則
第

十
一
条
第
三
十
五
項
第
一
号
に
規
定
す
る
設
備
に
対
し

て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
係
る
旧
規
則
附
則
第
六
条
第

六
十
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
政

令
附
則
第
十
一
条
第
三
十
五
項
第
一
号
」
と
あ
る
の

は
、
「
地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

（
平
成
十
一
年
政
令
第
九
十
四
号
）
附
則
第
四
条
第
七

項
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る

同
令
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
施
行
令
附
則
第
十
一

条
第
三
十
五
項
第
一
号
」
と
す
る
。

５
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
六
十
三
項
第
二
号
の
規
定

は
、
施
行
日
以
後
に
取
得
さ
れ
た
同
号
に
規
定
す
る
設

備
に
対
し
て
課
す
る
平
成
十
二
年
度
以
後
の
年
度
分
の

固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
取
得
さ

れ
た
旧
規
則
附
則
第
六
条
第
六
十
三
項
第
二
号
に
規
定

す
る
設
備
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

６
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
七
十
二
項
の
規
定
は
、
施
行

日
以
後
に
取
得
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
機
械
そ
の
他

の
設
備
に
対
し
て
課
す
る
平
成
十
二
年
度
以
後
の
年
度

分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
取

得
さ
れ
た
旧
規
則
附
則
第
六
条
第
七
十
一
項
に
規
定
す

る
機
械
そ
の
他
の
設
備
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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７
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
八
十
三
項
の
規
定
は
、
施
行

日
以
後
に
新
造
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
内
航
船
舶
に

対
し
て
課
す
る
平
成
十
二
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定

資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
新
造
さ
れ
た

旧
規
則
附
則
第
六
条
第
八
十
二
項
に
規
定
す
る
内
航
船

舶
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

（
特
別
土
地
保
有
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条
　
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
新
規
則
の

規
定
（
新
規
則
第
十
六
条
の
二
十
三
の
三
（
改
正
令
に

よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
令
（
以
下
「
新
令
」
と

い
う
。
）
第
五
十
四
条
の
四
十
八
の
二
第
一
項
に
お
い

て
準
用
す
る
新
令
第
五
十
四
条
の
四
十
三
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及

び
第
十
六
条
の
二
十
四
の
表
（
四
）
並
び
に
附
則
第
八

条
の
六
及
び
第
八
条
の
七
の
規
定
を
除
く
。
）
中
土
地

に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
関
す
る
部
分

は
、
平
成
十
一
年
度
以
後
の
年
度
分
の
土
地
に
対
し
て

課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
十

年
度
分
ま
で
の
土
地
に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有

税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
新
規
則
の
規
定

（
新
規
則
第
十
六
条
の
二
十
三
の
三
（
新
令
第
五
十
四

条
の
四
十
八
の
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
新
令
第

五
十
四
条
の
四
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の

提
出
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
十
六
条
の
二
十

四
の
表
（
四
）
並
び
に
附
則
第
八
条
の
六
及
び
第
八
条

の
七
の
規
定
を
除
く
。
）
中
土
地
の
取
得
に
対
し
て
課

す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
関
す
る
部
分
は
、
施
行
日
以

後
の
土
地
の
取
得
に
対
し
て
課
す
べ
き
特
別
土
地
保
有

税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
土
地
の
取
得
に
対

し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

３
　
新
規
則
第
十
六
条
の
五
の
五
第
一
項
の
規
定
（
土
地

に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
関
す
る
部
分
に

限
る
。
）
は
、
施
行
日
以
後
に
整
備
さ
れ
る
新
令
第
五

十
四
条
の
十
三
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
施
設
の
用
に

供
す
る
研
究
所
用
の
建
物
の
敷
地
の
用
に
供
す
る
土
地

に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
つ
い
て
適
用

し
、
施
行
日
前
に
整
備
さ
れ
た
旧
令
第
五
十
四
条
の
十

三
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
施
設
の
用
に
供
す
る
研
究

所
用
の
建
物
の
敷
地
の
用
に
供
す
る
土
地
に
対
し
て
課

す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

４
　
改
正
法
附
則
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
効

力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
旧
法
第
五
百
八
十
六
条
第

二
項
第
一
号
の
五
に
規
定
す
る
土
地
又
は
そ
の
取
得
に

対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
つ
い
て
は
、
旧
規

則
第
十
六
条
の
五
の
六
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を

有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
自
治
省

令
」
と
あ
る
の
は
、
「
総
務
省
令
」
と
す
る
。

５
　
改
正
法
附
則
第
十
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
効

力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
旧
法
附
則
第
三
十
一
条
の

二
第
三
項
に
規
定
す
る
土
地
又
は
そ
の
取
得
に
対
し
て

課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
つ
い
て
は
、
旧
規
則
附
則

第
九
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効

力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定

中
「
自
治
省
令
」
と
あ
る
の
は
、
「
総
務
省
令
」
と
す

る
。

（
自
動
車
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
七
条
　
新
規
則
附
則
第
十
二
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規

定
は
、
施
行
日
以
後
の
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す

べ
き
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の

自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
取
得
税
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
施
行
日
か
ら
平
成
十
一
年
六
月
三
十
日
ま
で
の
間
に

行
う
自
動
車
の
取
得
に
係
る
新
規
則
附
則
第
十
二
条
の

二
の
三
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
各

号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
当
該
各
号
に
掲
げ
る
自
動

車
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
及
び

道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
平
成
三
年
運
輸
省
令
第
三
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
後
の
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
（
以
下
本
項

に
お
い
て
「
平
成
五
年
保
安
基
準
」
と
い
う
。
）
第
三

十
一
条
第
五
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
自
動
車
の
う

ち
同
項
の
表
の
第
四
号
に
掲
げ
る
も
の
で
同
項
及
び
平

成
五
年
保
安
基
準
第
三
十
一
条
の
二
第
一
項
の
基
準
に

適
合
す
る
も
の
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
道
路
運
送
車

両
の
保
安
基
準
第
三
十
一
条
第
六
項
の
規
定
の
適
用
を

受
け
る
自
動
車
（
車
両
総
重
量
が
十
二
ト
ン
を
超
え
る

も
の
に
限
る
。
）
で
同
項
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
」

と
あ
る
の
は
「
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
（
以
下
本

号
に
お
い
て
「
平
成
六
年
保
安
基
準
」
と
い
う
。
）
第

三
十
一
条
第
六
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
自
動
車

（
車
両
総
重
量
が
五
ト
ン
以
下
の
も
の
で
直
接
噴
射
式

の
原
動
機
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
同
項
及
び
平

成
六
年
保
安
基
準
第
三
十
一
条
の
二
第
四
項
の
基
準
に

適
合
す
る
も
の
並
び
に
平
成
六
年
保
安
基
準
第
三
十
一

条
第
六
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
自
動
車
（
車
両
総

重
量
が
五
ト
ン
を
超
え
る
も
の
で
直
接
噴
射
式
の
原
動

機
を
有
す
る
も
の
及
び
直
接
噴
射
式
の
原
動
機
以
外
の

原
動
機
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
同
項
の
基
準
に

適
合
す
る
も
の
」
と
す
る
。

３
　
平
成
十
一
年
七
月
一
日
か
ら
平
成
十
一
年
八
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
に
行
う
自
動
車
の
取
得
に
係
る
新
規
則

附
則
第
十
二
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
同
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
当
該
各
号

に
掲
げ
る
自
動
車
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
各
号
に
掲
げ

る
自
動
車
及
び
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
の
一
部
を

改
正
す
る
省
令
（
平
成
三
年
運
輸
省
令
第
三
号
）
第
三

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基

準
（
以
下
本
項
に
お
い
て
「
平
成
五
年
保
安
基
準
」
と

い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
五
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け

る
自
動
車
の
う
ち
同
項
の
表
の
第
四
号
に
掲
げ
る
も
の

（
手
動
式
の
変
速
装
置
を
備
え
た
も
の
以
外
の
も
の
に

限
る
。
）
で
同
項
及
び
平
成
五
年
保
安
基
準
第
三
十
一

条
の
二
第
一
項
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
」
と
、
同
項

第
二
号
中
「
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
第
三
十
一
条

第
六
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
自
動
車
（
車
両
総
重

量
が
十
二
ト
ン
を
超
え
る
も
の
に
限
る
。
）
で
同
項
の

基
準
に
適
合
す
る
も
の
」
と
あ
る
の
は
「
道
路
運
送
車

両
の
保
安
基
準
（
以
下
本
号
に
お
い
て
「
平
成
六
年
保

安
基
準
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
六
項
の
規
定
の

適
用
を
受
け
る
自
動
車
（
車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン

を
超
え
五
ト
ン
以
下
の
も
の
で
直
接
噴
射
式
の
原
動
機

を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
同
項
及
び
平
成
六
年
保

安
基
準
第
三
十
一
条
の
二
第
四
項
の
基
準
に
適
合
す
る

も
の
並
び
に
平
成
六
年
保
安
基
準
第
三
十
一
条
第
六
項

の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
自
動
車
（
車
両
総
重
量
が
五

ト
ン
を
超
え
る
も
の
で
直
接
噴
射
式
の
原
動
機
を
有
す

る
も
の
及
び
車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
を
超
え
る
も

の
で
直
接
噴
射
式
の
原
動
機
以
外
の
原
動
機
を
有
す
る

も
の
に
限
る
。
）
で
同
項
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
」

と
す
る
。

（
軽
油
引
取
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
八
条
　
新
規
則
第
十
八
条
の
二
十
四
第
三
項
の
規
定

は
、
施
行
日
以
後
の
軽
油
の
製
造
及
び
輸
入
に
つ
い
て

適
用
し
、
施
行
日
前
の
軽
油
の
製
造
及
び
輸
入
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
四
月
九
日
自
治
省
令
第

二
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
四
月
一
五
日
自
治
省
令

第
二
三
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
第
六
号
様
式
は
、
平

成
十
一
年
四
月
一
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
分
の

法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
終
了
し

た
事
業
年
度
分
の
法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
七
月
一
日
自
治
省
令
第

二
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
七
月
二
日
自
治
省
令
第

二
五
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
特
別
土
地
保
有
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
改
正
前
の
地
方
税
法
施
行
規
則
第
十
六
条
の
十

二
の
二
第
一
項
第
五
号
の
規
定
は
、
中
小
企
業
総
合
事

業
団
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十

一
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
一
号
）
附
則
第
二
条
第
一

項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
こ

と
と
さ
れ
る
同
令
に
よ
る
改
正
前
の
中
小
企
業
総
合
事

業
団
法
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
六

十
九
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
八
号
の
規

定
に
つ
い
て
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
八
月
五
日
自
治
省
令
第

三
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
適
用
区
分
）

２
　
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
第
十
七
号
様
式
別
表

は
、
平
成
十
二
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県

民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
十
一

年
度
分
ま
で
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
九
月
二
九
日
自
治
省
令

第
三
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
二
月
一
六
日
自
治
省

令
第
四
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
二
月
二
四
日
自
治
省

令
第
四
五
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
第
五
号
の
四
様
式

は
、
平
成
十
二
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県

民
税
及
び
市
町
村
民
税
並
び
に
平
成
十
一
年
以
後
の
年

の
年
中
に
お
け
る
事
業
の
所
得
に
対
し
て
課
す
べ
き
個

人
の
事
業
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
十
一
年
度
分
ま

で
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
並
び
に
平

成
十
年
以
前
の
年
の
年
中
に
お
け
る
事
業
の
所
得
に
対
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し
て
課
す
る
個
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
三
一
日
自
治
省
令

第
二
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当

該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
第
十
条
第
二
項
及

び
第
三
項
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
五
条
第
一
項

の
規
定
　
平
成
十
四
年
一
月
一
日

二
　
第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
三
条
の
二

の
十
四
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
（
附
則
第
三
条

の
二
の
十
六
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
同
令
附

則
第
六
条
に
四
項
を
加
え
る
改
正
規
定
（
同
条
第
百

四
項
及
び
第
百
五
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
　
高
齢

者
、
身
体
障
害
者
等
の
公
共
交
通
機
関
を
利
用
し
た

移
動
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二

年
法
律
第
六
十
八
号
）
の
施
行
の
日

三
　
第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
六
条
第
七

十
七
項
の
次
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
　
食
品
流

通
構
造
改
善
促
進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平

成
十
二
年
法
律
第
六
十
六
号
）
の
施
行
の
日

四
　
第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
十
二
条
の

三
第
一
項
第
一
号
の
改
正
規
定
　
中
小
企
業
指
導
法

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
四

十
三
号
）
の
施
行
の
日

（
法
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
関
す
る
経

過
措
置
）

第
二
条
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施

行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一

項
、
第
十
条
第
一
項
及
び
第
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定

は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い

う
。
）
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
分
の
法
人
の
道
府

県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

（
事
業
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
新
規
則
第
六
号
様
式
別
表
七
は
、
施
行
日
以
後

に
開
始
す
る
事
業
年
度
分
の
法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て

適
用
し
、
施
行
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
分
の
法
人

の
事
業
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
次
項
に
定
め
る
も
の
を
除
き
、
新
規
則
の
規
定

中
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
部
分
は
、
施
行
日
以
後
の

不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
べ
き
不
動
産
取
得
税
に

つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
不
動
産
の
取
得
に
対
し

て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

２
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
施
行
規

則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
条
の
三

の
二
の
規
定
は
、
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
四
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と

い
う
。
）
附
則
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
効

力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
改
正
法
第
一
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
（
以
下
「
旧
法
」
と
い
う
。
）

附
則
第
十
一
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
住
宅
の
取
得
が

施
行
日
か
ら
平
成
十
二
年
六
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
行

わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
当
該
取
得
に
対
し
て
課
す
べ
き

不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す

る
。

（
個
人
の
市
町
村
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条
　
新
規
則
第
十
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定

は
、
平
成
十
四
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
市
町
村

民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
十
三
年
度
分
ま
で
の
個

人
の
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

２
　
新
規
則
の
規
定
に
よ
る
新
規
則
第
十
条
第
二
項
に
規

定
す
る
磁
気
テ
ー
プ
等
に
よ
る
給
与
支
払
報
告
書
の
提

出
に
つ
い
て
は
、
同
項
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
の
例

に
よ
り
、
平
成
十
四
年
一
月
一
日
前
に
お
い
て
も
承
認

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条
　
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
新
規
則
の

規
定
中
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
関
す
る
部
分

は
、
平
成
十
二
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
及

び
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
十
一
年
度
分

ま
で
の
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
三
十
五
項
第
二
号
の
規
定

は
、
施
行
日
以
後
に
取
得
さ
れ
た
改
正
法
第
一
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
（
以
下
「
新
法
」
と
い

う
。
）
附
則
第
十
五
条
第
八
項
に
規
定
す
る
施
設
又
は

設
備
に
対
し
て
課
す
る
平
成
十
三
年
度
以
後
の
年
度
分

の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
取
得

さ
れ
た
旧
法
附
則
第
十
五
条
第
八
項
に
規
定
す
る
施
設

又
は
設
備
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
四
十
四
項
の
規
定
は
、
施
行

日
以
後
に
取
得
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
機
器
に
対
し

て
課
す
る
平
成
十
三
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産

税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
取
得
さ
れ
た
旧
規

則
附
則
第
六
条
第
四
十
二
項
に
規
定
す
る
機
器
に
対
し

て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

４
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
五
十
七
項
の
規
定
は
、
施
行

日
以
後
に
取
得
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
機
械
そ
の
他

の
設
備
に
対
し
て
課
す
る
平
成
十
三
年
度
以
後
の
年
度

分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
取

得
さ
れ
た
旧
規
則
附
則
第
六
条
第
五
十
四
項
に
規
定
す

る
機
械
そ
の
他
の
設
備
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

５
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
五
十
九
項
の
規
定
は
、
施
行

日
以
後
に
取
得
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
機
械
そ
の
他

の
設
備
に
対
し
て
課
す
る
平
成
十
三
年
度
以
後
の
年
度

分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
取

得
さ
れ
た
旧
規
則
附
則
第
六
条
第
五
十
五
項
に
規
定
す

る
機
械
そ
の
他
の
設
備
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

６
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
六
十
六
項
第
二
号
の
規
定

は
、
施
行
日
以
後
に
新
設
さ
れ
た
同
号
に
規
定
す
る
設

備
に
対
し
て
課
す
る
平
成
十
三
年
度
以
後
の
年
度
分
の

固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
新
設
さ

れ
た
旧
規
則
附
則
第
六
条
第
六
十
三
項
第
二
号
に
規
定

す
る
設
備
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

７
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
七
十
三
項
の
規
定
は
、
施
行

日
以
後
に
新
設
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
設
備
又
は
施

設
に
対
し
て
課
す
る
平
成
十
三
年
度
以
後
の
年
度
分
の

固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
新
設
さ

れ
た
旧
規
則
附
則
第
六
条
第
六
十
九
項
に
規
定
す
る
設

備
又
は
施
設
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

８
　
改
正
法
附
則
第
七
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
な
お

効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
旧
法
附
則
第
十
六
条
の

二
第
十
項
に
規
定
す
る
償
却
資
産
に
対
し
て
課
す
る
固

定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
旧
規
則
附
則
第
七
条
の
二
第

十
一
項
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
自
治
省
令
」
と
あ
る
の

は
、
「
総
務
省
令
」
と
す
る
。

（
自
動
車
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
七
条
　
新
規
則
附
則
第
十
二
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規

定
は
、
施
行
日
以
後
の
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す

べ
き
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の

自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
取
得
税
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
平
成
十
二
年
八
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
う
自
動
車

の
取
得
に
係
る
同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同

項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
当
該
各
号
に
掲
げ
る
自

動
車
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
及

び
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
省

令
（
平
成
三
年
運
輸
省
令
第
三
号
）
第
四
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
後
の
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
第
三
十
一

条
第
六
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
自
動
車
（
車
両
総

重
量
が
十
二
ト
ン
を
超
え
る
も
の
に
限
る
。
）
で
同
項

の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
」
と
す
る
。

（
事
業
所
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
八
条
　
新
規
則
の
規
定
中
事
業
に
係
る
事
業
所
税
（
新

法
第
七
百
一
条
の
三
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
に

係
る
事
業
所
税
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
関
す
る
部
分
は
、
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る

事
業
年
度
分
の
法
人
の
事
業
及
び
平
成
十
二
年
以
後
の

年
分
の
個
人
の
事
業
（
施
行
日
前
に
廃
止
さ
れ
た
個
人

の
事
業
を
除
く
。
）
に
対
し
て
課
す
べ
き
事
業
に
係
る

事
業
所
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
終
了
し
た

事
業
年
度
分
の
法
人
の
事
業
並
び
に
平
成
十
二
年
前
の

年
分
の
個
人
の
事
業
及
び
平
成
十
二
年
分
の
個
人
の
事

業
で
施
行
日
前
に
廃
止
さ
れ
た
も
の
に
対
し
て
課
す
る

事
業
に
係
る
事
業
所
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

２
　
新
規
則
の
規
定
中
新
増
設
に
係
る
事
業
所
税
（
新
法

第
七
百
一
条
の
三
十
二
第
二
項
に
規
定
す
る
新
増
設
に

係
る
事
業
所
税
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
関
す
る
部
分
は
、
施
行
日
以
後
に
行
わ
れ
る

事
業
所
用
家
屋
（
新
法
第
七
百
一
条
の
三
十
一
第
一
項

第
七
号
に
規
定
す
る
事
業
所
用
家
屋
を
い
う
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
新
築
又
は
増
築
に
対
し
て

課
す
べ
き
新
増
設
に
係
る
事
業
所
税
に
つ
い
て
適
用

し
、
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
事
業
所
用
家
屋
の
新
築
又

は
増
築
に
対
し
て
課
す
る
新
増
設
に
係
る
事
業
所
税
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
七
日
自
治
省
令
第

三
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
九
月
一
四
日
自
治
省
令

第
四
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平

成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
九
月
二
八
日
自
治
省
令

第
四
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
一
月
一
七
日
自
治
省

令
第
四
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
一
月
三
〇
日
自
治
省

令
第
五
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
十
一
月
三
十
日
か
ら
施

行
す
る
。
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附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
二
月
二
八
日
自
治
省

令
第
五
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

３
　
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規

則
第
十
条
の
十
四
の
規
定
は
、
平
成
十
二
年
三
月
二
十

一
日
以
後
に
新
た
に
建
設
さ
れ
た
同
条
に
規
定
す
る
償

却
資
産
に
対
し
て
課
す
る
平
成
十
三
年
度
以
後
の
年
度

分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
新
た

に
建
設
さ
れ
た
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方

税
法
施
行
規
則
第
十
条
の
十
四
に
規
定
す
る
償
却
資
産

に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
三
月
三
〇
日
総
務
省
令

第
五
五
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当

該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
一
条
の
四
第
二
項
、
第
三
条
か
ら
第
三
条
の
三

の
二
ま
で
、
第
三
条
の
六
第
一
項
、
第
四
条
、
第
五

条
第
一
項
の
表
の
（
六
）
、
第
六
条
、
第
十
条
第
一

項
、
第
十
条
の
二
第
一
項
及
び
第
十
条
の
二
の
四
の

改
正
規
定
並
び
に
第
六
号
様
式
か
ら
第
六
号
の
三
様

式
ま
で
、
第
八
号
様
式
か
ら
第
九
号
の
二
様
式
ま

で
、
第
二
十
号
様
式
、
第
二
十
号
様
式
別
表
三
記
載

要
領
、
第
二
十
号
の
二
様
式
、
第
二
十
号
の
四
様

式
、
第
二
十
一
号
様
式
及
び
第
二
十
二
号
様
式
の
改

正
規
定
並
び
に
次
条
第
一
項
の
規
定
　
平
成
十
三
年

三
月
三
十
一
日

二
　
第
一
条
の
十
四
及
び
第
一
条
の
十
五
の
改
正
規

定
、
第
九
条
の
二
を
第
九
条
の
二
の
二
と
し
、
第
九

条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
十
七
条
の

二
及
び
附
則
第
五
条
の
改
正
規
定
、
附
則
第
五
条
の

次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
第
十
六
号
の

八
様
式
の
次
に
一
様
式
を
加
え
る
改
正
規
定
　
平
成

十
四
年
四
月
一
日

三
　
第
十
条
の
四
及
び
第
十
条
の
十
三
の
二
の
改
正
規

定
並
び
に
附
則
第
六
条
第
六
十
項
の
改
正
規
定
（

「
浦
和
市
、
大
宮
市
、
」
及
び
「
、
与
野
市
」
を
削

り
、
「
吉
川
市
」
の
下
に
「
、
さ
い
た
ま
市
」
を
加

え
る
部
分
に
限
る
。
）
　
平
成
十
三
年
五
月
一
日

四
　
第
十
六
条
の
五
の
十
一
の
改
正
規
定
　
平
成
十
三

年
十
一
月
十
三
日

五
　
第
十
六
条
の
九
第
二
項
の
改
正
規
定
　
水
産
基
本

法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
八
十
九
号
）
の
施
行
の
日

六
　
第
十
六
条
の
二
十
二
の
二
第
四
項
第
四
号
イ
の
改

正
規
定
　
都
市
計
画
法
及
び
建
築
基
準
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
七
十
三
号
）

の
施
行
の
日

七
　
第
二
十
四
条
の
十
一
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規

定
、
同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
附

則
第
六
条
第
五
十
七
項
第
九
号
を
削
り
、
同
項
第
十

号
を
同
項
第
九
号
と
し
、
同
項
に
一
号
を
加
え
、
同

項
を
同
条
第
五
十
八
項
と
す
る
改
正
規
定
（
同
項
に

一
号
を
加
え
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
附
則
第
四

条
第
五
項
の
規
定
　
食
品
循
環
資
源
の
再
生
利
用
等

の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
十

六
号
）
の
施
行
の
日

八
　
附
則
第
三
条
の
二
の
七
の
改
正
規
定
（
同
条
を
附

則
第
三
条
の
二
の
六
と
す
る
部
分
を
除
く
。
）
及
び

附
則
第
六
条
第
九
十
九
項
第
四
号
の
改
正
規
定
　
旅

客
鉄
道
株
式
会
社
及
び
日
本
貨
物
鉄
道
株
式
会
社
に

関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
三

年
法
律
第
六
十
一
号
）
の
施
行
の
日

九
　
附
則
第
六
条
第
四
十
一
項
の
改
正
規
定
　
都
市
緑

地
保
全
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年

法
律
第
三
十
七
号
）
の
施
行
の
日

十
　
附
則
第
六
条
第
七
十
項
を
同
条
第
七
十
三
項
と

し
、
同
項
の
次
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
（
同
項

の
次
に
一
項
を
加
え
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
附
則

第
四
条
第
八
項
の
規
定
　
電
気
通
信
基
盤
充
実
臨
時

措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法

律
第
四
十
三
号
）
の
施
行
の
日

十
一
　
附
則
第
七
条
中
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二

項
の
次
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
同
条
に
一

項
を
加
え
る
改
正
規
定
　
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確

保
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
二
十
六

号
）
の
施
行
の
日

十
二
　
附
則
第
八
条
中
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第

七
号
と
し
、
第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
第
十
号
を
第

九
号
と
す
る
改
正
規
定
及
び
附
則
第
四
条
第
十
一
項

の
規
定
　
平
成
十
四
年
三
月
三
十
一
日

（
事
業
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規

則
」
と
い
う
。
）
第
六
条
の
規
定
は
、
平
成
十
三
年
四

月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
合
併

が
行
わ
れ
る
場
合
に
お
け
る
各
事
業
年
度
に
係
る
法
人

の
事
業
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
合
併
が
行

わ
れ
た
場
合
に
お
け
る
各
事
業
年
度
に
係
る
法
人
の
事

業
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
規
則
第
七
条
の
二
第
九
号
の
規
定
及
び
第
十
四
号

の
二
様
式
は
、
平
成
十
三
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人

の
事
業
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
十
二
年
度
分
ま
で

の
個
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

（
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
次
項
に
定
め
る
も
の
を
除
き
、
新
規
則
の
規
定

中
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
部
分
は
、
施
行
日
以
後
の

不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
べ
き
不
動
産
取
得
税
に

つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
不
動
産
の
取
得
に
対
し

て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

２
　
改
正
前
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」

と
い
う
。
）
附
則
第
三
条
の
二
の
八
の
規
定
は
、
地
方

税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律

第
八
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
五
条

第
五
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ

れ
る
同
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法

附
則
第
十
一
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
不
動
産
の
取
得

（
施
行
日
か
ら
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

に
行
わ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
に
対
し
て
課
す
べ
き
不

動
産
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す

る
。

（
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
新
規
則
の

規
定
中
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
関
す
る
部
分

は
、
平
成
十
三
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
及

び
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
十
二
年
度
分

ま
で
の
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
二
十
三
項
第
一
号
の
規
定

は
、
施
行
日
以
後
に
取
得
さ
れ
た
同
号
に
規
定
す
る
産

業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
対
し
て
課
す
る
平
成
十
四
年
度

以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施

行
日
前
に
取
得
さ
れ
た
旧
規
則
附
則
第
六
条
第
二
十
三

項
第
一
号
に
規
定
す
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
対
し

て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

３
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
四
十
四
項
の
規
定
は
、
施
行

日
以
後
に
取
得
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
機
器
に
対
し

て
課
す
る
平
成
十
四
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産

税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
取
得
さ
れ
た
旧
規

則
附
則
第
六
条
第
四
十
四
項
に
規
定
す
る
機
器
に
対
し

て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

４
　
旧
規
則
附
則
第
六
条
第
五
十
七
項
第
九
号
の
規
定

は
、
平
成
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
新
設
さ

れ
た
同
号
に
規
定
す
る
設
備
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資

産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
施
行
日
か
ら
平
成
十
四
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
に
新
設
さ
れ
た
同
号
に
規
定
す
る
設
備

に
対
す
る
新
規
則
附
則
第
六
条
第
五
十
九
項
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
第
八
号
」
と
あ
る
の

は
、
「
第
八
号
並
び
に
地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
三
年
総
務
省
令
第
五
十
六

号
）
附
則
第
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を

有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
令
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税

法
施
行
規
則
第
六
条
第
五
十
七
項
第
九
号
」
と
す
る
。

５
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
五
十
八
項
第
十
号
の
規
定

は
、
食
品
循
環
資
源
の
再
生
利
用
等
の
促
進
に
関
す
る

法
律
の
施
行
の
日
以
後
に
取
得
さ
れ
た
同
号
に
規
定
す

る
機
械
そ
の
他
の
設
備
に
対
し
て
課
す
る
平
成
十
四
年

度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
す

る
。

６
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
六
十
八
項
の
規
定
は
、
施
行

日
以
後
に
新
設
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
設
備
に
対
し

て
課
す
る
平
成
十
四
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産

税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
新
設
さ
れ
た
旧
規

則
附
則
第
六
条
第
六
十
六
項
に
規
定
す
る
設
備
に
対
し

て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

７
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
七
十
項
の
規
定
は
、
施
行
日

以
後
に
新
設
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
設
備
に
対
し
て

課
す
る
平
成
十
四
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税

に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
新
設
さ
れ
た
旧
規
則

附
則
第
六
条
第
六
十
七
項
に
規
定
す
る
設
備
に
対
し
て

課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。

８
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
七
十
四
項
の
規
定
は
、
電
気

通
信
基
盤
充
実
臨
時
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

の
施
行
の
日
以
後
に
取
得
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
土

木
設
備
に
対
し
て
課
す
る
平
成
十
四
年
度
以
後
の
年
度

分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

９
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
七
十
六
項
の
規
定
は
、
施
行

日
以
後
に
新
設
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
設
備
又
は
施

設
に
対
し
て
課
す
る
平
成
十
四
年
度
以
後
の
年
度
分
の

固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
新
設
さ

れ
た
旧
規
則
附
則
第
六
条
第
七
十
三
項
に
規
定
す
る
設

備
又
は
施
設
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

10
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
七
十
九
項
の
規
定
は
、
施
行

日
以
後
に
取
得
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
機
械
そ
の
他

の
設
備
に
対
し
て
課
す
る
平
成
十
四
年
度
以
後
の
年
度

分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
取

得
さ
れ
た
旧
規
則
附
則
第
六
条
第
七
十
六
項
に
規
定
す
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る
機
械
そ
の
他
の
設
備
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

11
　
新
規
則
附
則
第
八
条
の
規
定
は
、
平
成
十
五
年
度
以

後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
つ
い

て
適
用
し
、
平
成
十
四
年
度
分
ま
で
の
固
定
資
産
税
及

び
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

（
特
別
土
地
保
有
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条
　
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
新
規
則
の

規
定
（
新
規
則
附
則
第
八
条
の
六
か
ら
第
八
条
の
八
ま

で
の
規
定
を
除
く
。
）
中
土
地
に
対
し
て
課
す
る
特
別

土
地
保
有
税
に
関
す
る
部
分
は
、
平
成
十
三
年
度
以
後

の
年
度
分
の
土
地
に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税

に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
十
二
年
度
分
ま
で
の
土
地
に

対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
第
四
項
に
定
め
る
も
の
を
除
き
、
新
規
則
の
規
定

（
新
規
則
附
則
第
八
条
の
六
か
ら
第
八
条
の
八
ま
で
の

規
定
を
除
く
。
）
中
土
地
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
特

別
土
地
保
有
税
に
関
す
る
部
分
は
、
施
行
日
以
後
の
土

地
の
取
得
に
対
し
て
課
す
べ
き
特
別
土
地
保
有
税
に
つ

い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
土
地
の
取
得
に
対
し
て
課

す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

３
　
新
規
則
第
十
六
条
の
六
第
七
項
の
規
定
（
土
地
に
対

し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
関
す
る
部
分
に
限

る
。
）
は
、
施
行
日
以
後
に
取
得
さ
れ
た
同
項
に
規
定

す
る
施
設
の
用
に
供
す
る
土
地
に
対
し
て
課
す
る
特
別

土
地
保
有
税
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

４
　
旧
規
則
第
十
六
条
の
二
十
二
第
二
項
第
一
号
及
び
第

三
項
第
一
号
の
規
定
は
、
施
行
日
前
に
年
金
福
祉
事
業

団
の
解
散
及
び
業
務
の
承
継
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
二
年
法
律
第
二
十
号
）
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
る

廃
止
前
の
年
金
福
祉
事
業
団
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律

第
百
八
十
号
）
第
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
資
金
の
貸

付
け
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
旧
規
則
第
十
六
条
の
二

十
二
第
二
項
第
一
号
及
び
第
三
項
第
一
号
中
「
年
金
福

祉
事
業
団
法
」
と
あ
る
の
は
、
「
年
金
福
祉
事
業
団
の

解
散
及
び
業
務
の
承
継
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二

年
法
律
第
二
十
号
）
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止

前
の
年
金
福
祉
事
業
団
法
」
と
す
る
。

（
自
動
車
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条
　
新
規
則
の
規
定
（
新
規
則
第
十
七
条
の
二
及
び

第
十
六
号
の
九
様
式
の
規
定
を
除
く
。
）
中
自
動
車
取

得
税
に
関
す
る
部
分
は
、
施
行
日
以
後
の
自
動
車
の
取

得
に
対
し
て
課
す
べ
き
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
適
用

し
、
施
行
日
前
の
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
自

動
車
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
事
業
所
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
七
条
　
新
規
則
の
規
定
中
事
業
に
係
る
事
業
所
税
（
改

正
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
（
以

下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
七
百
一
条
の
三
十
二
第
一

項
に
規
定
す
る
事
業
に
係
る
事
業
所
税
を
い
う
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
部
分
は
、
施
行

日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
分
の
法
人
の
事
業
及
び

平
成
十
三
年
以
後
の
年
分
の
個
人
の
事
業
（
施
行
日
前

に
廃
止
さ
れ
た
個
人
の
事
業
を
除
く
。
）
に
対
し
て
課

す
べ
き
事
業
に
係
る
事
業
所
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施

行
日
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
分
の
法
人
の
事
業
並
び

に
平
成
十
三
年
前
の
年
分
の
個
人
の
事
業
及
び
平
成
十

三
年
分
の
個
人
の
事
業
で
施
行
日
前
に
廃
止
さ
れ
た
も

の
に
対
し
て
課
す
る
事
業
に
係
る
事
業
所
税
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
規
則
の
規
定
中
新
増
設
に
係
る
事
業
所
税
（
新
法

第
七
百
一
条
の
三
十
二
第
二
項
に
規
定
す
る
新
増
設
に

係
る
事
業
所
税
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
関
す
る
部
分
は
、
施
行
日
以
後
に
行
わ
れ
る

事
業
所
用
家
屋
（
新
法
第
七
百
一
条
の
三
十
一
第
一
項

第
七
号
に
規
定
す
る
事
業
所
用
家
屋
を
い
う
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
新
築
又
は
増
築
に
対
し
て

課
す
べ
き
新
増
設
に
係
る
事
業
所
税
に
つ
い
て
適
用

し
、
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
事
業
所
用
家
屋
の
新
築
又

は
増
築
に
対
し
て
課
す
る
新
増
設
に
係
る
事
業
所
税
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
五
月
一
日
総
務
省
令
第

六
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
五
月
一
四
日
総
務
省
令

第
七
二
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
法
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
関
す
る
経

過
措
置
）

第
二
条
　
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
次
条
に
お
い

て
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
中
法
人
の
道
府
県

民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
関
す
る
部
分
は
、
平
成
十
三

年
四
月
一
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
分
の
法
人
の

道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
並
び
に
同
日
以
後
に
合

併
等
（
合
併
、
分
割
、
現
物
出
資
又
は
事
後
設
立
（
法

人
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
二
条
第

十
二
号
の
六
に
規
定
す
る
事
後
設
立
を
い
う
。
）
を
い

う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
行

わ
れ
る
場
合
に
お
け
る
各
事
業
年
度
分
の
法
人
の
道
府

県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前

に
終
了
し
た
事
業
年
度
分
（
同
日
に
合
併
等
が
行
わ
れ

る
場
合
に
お
け
る
法
人
の
事
業
年
度
分
を
除
く
。
）
の

法
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
並
び
に
同
日
前

に
合
併
等
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
け
る
各
事
業
年
度
分

の
法
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
法
人
の
事
業
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
新
規
則
の
規
定
中
法
人
の
事
業
税
に
関
す
る
部

分
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業

年
度
分
及
び
計
算
期
間
分
の
法
人
の
事
業
税
並
び
に
同

日
以
後
に
合
併
等
が
行
わ
れ
る
場
合
に
お
け
る
各
事
業

年
度
に
係
る
法
人
の
事
業
税
及
び
同
日
以
後
に
解
散
が

行
わ
れ
る
場
合
の
解
散
に
よ
る
清
算
所
得
に
対
す
る
法

人
の
事
業
税
（
清
算
所
得
に
対
す
る
事
業
税
を
課
さ
れ

る
法
人
の
清
算
中
の
事
業
年
度
に
係
る
法
人
の
事
業
税

を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て

適
用
し
、
同
日
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
分
（
同
日
に

合
併
等
が
行
わ
れ
る
場
合
に
お
け
る
法
人
の
事
業
年
度

分
を
除
く
。
）
及
び
計
算
期
間
分
の
法
人
の
事
業
税
並

び
に
同
日
前
に
合
併
等
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
け
る
各

事
業
年
度
に
係
る
法
人
の
事
業
税
及
び
同
日
前
に
解
散

が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
け
る
解
散
に
よ
る
清
算
所
得
に

対
す
る
法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
八
月
三
〇
日
総
務
省
令

第
一
一
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の

附
則
第
十
二
条
の
二
の
三
第
八
項
第
三
号
の
規
定
は
、

平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
九
月
一
四
日
総
務
省
令

第
一
二
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
一
〇
月
三
一
日
総
務
省

令
第
一
四
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
一
三
年
一
二
月
二
七
日
総
務
省

令
第
一
八
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
石
油
の
安
定
的
な
供
給
の
確
保

の
た
め
の
石
油
備
蓄
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法

律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
五
十
五
号
）
の
施
行
の
日

（
平
成
十
四
年
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
地
方
税
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
八
号
）
第

一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
（
以
下
「
旧

法
」
と
い
う
。
）
第
七
百
条
の
六
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
と
し
て
元
売
業
者
の

指
定
を
受
け
て
い
る
者
に
対
す
る
地
方
税
法
第
七
百
条

の
六
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
取
消
し
に
係

る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則

（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
八
条
の
三
の
二
第

一
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
「
石
油
の

備
蓄
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
年
法
律
第

九
十
六
号
）
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

を
適
正
に
行
つ
た
」
と
あ
る
の
は
、
「
石
油
の
安
定
的

な
供
給
の
確
保
の
た
め
の
石
油
備
蓄
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
五
十
五
号
）

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
石
油
業
法
（
昭
和
三

十
七
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
る

許
可
を
受
け
た
」
と
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
法
第
七
百
条
の
六
の

二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
と

し
て
元
売
業
者
の
指
定
を
受
け
て
い
る
者
に
対
す
る
地

方
税
法
第
七
百
条
の
六
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指

定
の
取
消
し
に
係
る
新
規
則
第
十
八
条
の
四
第
一
項
第

一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
四
年
一
月

一
日
か
ら
三
月
間
は
、
「
石
油
の
備
蓄
の
確
保
等
に
関

す
る
法
律
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
受
け
た

者
」
と
あ
る
の
は
、
「
石
油
の
備
蓄
の
確
保
等
に
関
す

る
法
律
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
受
け
た
者
又

は
石
油
の
安
定
的
な
供
給
の
確
保
の
た
め
の
石
油
備
蓄

法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
十
三
年
法

律
第
五
十
五
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
石

油
業
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
第
十

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
適
正
に
行
つ
た

者
」
と
す
る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
法
第
七
百
条
の
六
の

四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
約
業
者
の
指
定
を
受
け
て

い
る
者
に
対
す
る
地
方
税
法
第
七
百
条
の
六
の
四
第
三

項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
取
消
し
に
係
る
新
規
則
第
十

八
条
の
十
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
「
当

該
届
出
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
届
出
又
は
石
油
の
安

定
的
な
供
給
の
確
保
の
た
め
の
石
油
備
蓄
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
五
十
五

号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
石
油
業
法
（
昭

和
三
十
七
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
第
十
三
条
の
規
定

に
よ
る
石
油
製
品
販
売
業
の
届
出
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
一
二
月
二
八
日
総
務
省

令
第
一
八
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
一
二
月
二
八
日
総
務
省

令
第
一
八
四
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
関
す
る
経

過
措
置
）

２
　
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
第
二
条
第
二
項
及
び

第
二
条
の
三
第
二
項
の
規
定
並
び
に
第
一
号
の
三
様

式
、
第
三
号
様
式
別
表
、
第
五
号
様
式
別
表
、
第
五
号

の
四
様
式
、
第
五
号
の
四
様
式
別
表
及
び
第
五
号
の
十

様
式
は
、
平
成
十
四
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
道

府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成

十
三
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村

民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
軽
油
引
取
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

３
　
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
第
三
十
五
号
の
三
様

式
別
表
及
び
第
四
十
三
号
の
十
七
様
式
別
表
十
二
は
、

施
行
日
以
後
の
軽
油
の
輸
入
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行

日
前
の
軽
油
の
輸
入
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。附

　
則
　
（
平
成
一
四
年
二
月
八
日
総
務
省
令
第

一
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
株
式
の

売
払
収
入
の
活
用
に
よ
る
社
会
資
本
の
整
備
の
促
進
に

関
す
る
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平

成
十
四
年
法
律
第
一
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
二
月
二
八
日
総
務
省
令

第
一
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
四
年
三
月
一

日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
三
月
一
日
総
務
省
令
第

二
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
八
号
）
附
則
第
一
条
第
十
一

号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
十
四
年
三
月
二

日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
三
月
三
一
日
総
務
省
令

第
四
四
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当

該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
二
十
四
条
の
二
第
一
号
の
改
正
規
定
　
公
布

の
日

二
　
第
四
十
三
号
の
二
様
式
、
第
四
十
三
号
の
五
様
式

及
び
第
四
十
三
号
の
六
様
式
の
改
正
規
定
　
平
成
十

四
年
十
月
一
日

三
　
第
十
条
の
十
二
の
改
正
規
定
及
び
第
十
二
条
の
三

の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
　
平
成
十
五
年
四

月
一
日

四
　
第
十
条
の
七
の
三
第
三
項
第
二
号
の
改
正
規
定
　

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十

四
年
法
律
第
百
二
号
）
の
施
行
の
日

五
　
第
十
六
条
の
五
の
二
十
四
の
次
に
四
条
を
加
え
る

改
正
規
定
及
び
附
則
第
十
二
条
の
四
に
五
項
を
加
え

る
改
正
規
定
（
同
条
第
七
項
及
び
第
八
項
に
係
る
部

分
に
限
る
。
）
　
沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四

年
法
律
第
十
四
号
）
の
施
行
の
日

六
　
第
十
六
条
の
六
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び

附
則
第
六
条
第
三
十
一
項
を
同
条
第
三
十
四
項
と

し
、
同
項
の
次
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
（
同
条

第
三
十
五
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
　
土
壌
汚
染
対

策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
の
施
行

の
日

七
　
第
十
六
条
の
九
第
二
項
の
改
正
規
定
　
漁
業
再
建

整
備
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平

成
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
）
の
施
行
の
日

八
　
第
二
十
四
条
の
二
十
二
の
改
正
規
定
、
附
則
第
十

三
条
の
三
第
二
項
第
一
号
の
改
正
規
定
（
同
号
ロ
中

「
第
二
十
条
の
二
第
十
五
項
」
を
「
第
二
十
条
の
二

第
十
六
項
」
に
改
め
る
部
分
及
び
「
同
条
第
十
六
項

又
は
第
十
七
項
」
を
「
同
条
第
十
七
項
又
は
第
十
八

項
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
、
同
項
第
二
号
か
ら

第
四
号
ま
で
の
改
正
規
定
、
同
条
第
九
項
第
三
号
及

び
第
十
項
第
三
号
の
改
正
規
定
並
び
に
第
十
一
号
様

式
記
載
要
領
１
及
び
第
二
十
二
号
の
三
様
式
記
載
要

領
１
の
改
正
規
定
　
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
の
円
滑

化
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
七
十
八

号
）
の
施
行
の
日

九
　
附
則
第
十
三
条
の
三
第
二
項
第
一
号
の
改
正
規
定

（
同
号
ロ
中
「
第
二
十
条
の
二
第
十
五
項
」
を
「
第

二
十
条
の
二
第
十
六
項
」
に
改
め
る
部
分
及
び
「
同

条
第
十
六
項
又
は
第
十
七
項
」
を
「
同
条
第
十
七
項

又
は
第
十
八
項
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び

に
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
改
正
規
定
　
都
市
再

開
発
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年

法
律
第
十
一
号
）
の
施
行
の
日

（
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規

則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
中
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る

部
分
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」

と
い
う
。
）
以
後
の
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
べ

き
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
不

動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
新
規
則
の

規
定
中
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
関
す
る
部
分

は
、
平
成
十
四
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
及

び
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
十
三
年
度
分

ま
で
の
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
平
成
十
四
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
係
る
地
方
税
法

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
十
七

号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
改
正
後
の

地
方
税
法
（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
四
百
十
条

第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
に
規
定
す

る
地
域
ご
と
の
宅
地
の
標
準
的
な
価
格
を
記
載
し
た
書

面
に
、
新
規
則
第
十
五
条
の
六
の
二
第
一
号
に
規
定
す

る
標
準
宅
地
の
位
置
又
は
同
条
第
二
号
に
規
定
す
る
標

準
宅
地
の
位
置
を
表
示
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合

に
は
、
同
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
標
準
宅
地

の
位
置
を
表
示
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
改
正
法
附
則
第
五
条
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
り
な
お

効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
改
正
法
に
よ
る
改
正
前

の
地
方
税
法
（
以
下
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十

五
条
第
六
項
に
規
定
す
る
償
却
資
産
に
対
し
て
課
す
る

固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
改
正
前
の
地
方
税
法
施
行

規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
附
則
第
六
条
第

二
十
七
項
か
ら
第
三
十
二
項
ま
で
の
規
定
は
、
な
お
そ

の
効
力
を
有
す
る
。

４
　
改
正
法
附
則
第
五
条
第
十
五
項
の
規
定
に
よ
り
な
お

効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
旧
法
附
則
第
十
五
条
第

八
項
に
規
定
す
る
施
設
又
は
設
備
に
対
し
て
課
す
る
固

定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
旧
規
則
附
則
第
六
条
第
三
十

五
項
及
び
第
三
十
六
項
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を

有
す
る
。

５
　
改
正
法
附
則
第
五
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
な
お

効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
旧
法
附
則
第
十
五
条
第

九
項
に
規
定
す
る
施
設
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税

に
つ
い
て
は
、
旧
規
則
附
則
第
六
条
第
三
十
七
項
及
び

第
三
十
八
項
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

６
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
四
十
七
項
の
規
定
は
、
施
行

日
以
後
に
取
得
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
機
器
に
対
し

て
課
す
る
平
成
十
五
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産

税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
取
得
さ
れ
た
旧
規

則
附
則
第
六
条
第
四
十
四
項
に
規
定
す
る
機
器
に
対
し

て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

７
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
六
十
項
及
び
第
六
十
一
項
の

規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
取
得
さ
れ
た
同
条
第
六
十
項

に
規
定
す
る
機
械
そ
の
他
の
設
備
に
対
し
て
課
す
る
平

成
十
五
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て

適
用
し
、
施
行
日
前
に
取
得
さ
れ
た
旧
規
則
附
則
第
六

条
第
五
十
八
項
に
規
定
す
る
機
械
そ
の
他
の
設
備
に
対

し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

８
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
七
十
項
第
二
号
の
規
定
は
、

施
行
日
以
後
に
新
設
さ
れ
た
同
号
に
規
定
す
る
設
備
に

対
し
て
課
す
る
平
成
十
五
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定

資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
新
設
さ
れ
た

旧
規
則
附
則
第
六
条
第
六
十
八
項
第
二
号
に
規
定
す
る

設
備
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

９
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
九
十
項
の
規
定
は
、
施
行
日

以
後
に
取
得
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
設
備

に
対
し
て
課
す
る
平
成
十
五
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固

定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
取
得
さ
れ

た
旧
規
則
附
則
第
六
条
第
八
十
八
項
に
規
定
す
る
電
気

通
信
設
備
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

10
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
百
一
項
の
規
定
は
、
施
行
日

以
後
に
取
得
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
設
備
に
対
し
て

課
す
る
平
成
十
五
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税

に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
取
得
さ
れ
た
旧
規
則

附
則
第
六
条
第
百
四
項
に
規
定
す
る
設
備
に
対
し
て
課

す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

（
特
別
土
地
保
有
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
新
規
則
の
規
定
（
新
規
則
附
則
第
八
条
の
六
及

び
第
八
条
の
七
の
規
定
を
除
く
。
）
中
土
地
に
対
し
て

課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
関
す
る
部
分
は
、
平
成
十

四
年
度
以
後
の
年
度
分
の
土
地
に
対
し
て
課
す
る
特
別

土
地
保
有
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
十
三
年
度
分
ま

で
の
土
地
に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
規
則
の
規
定
（
新
規
則
附
則
第
八
条
の
六
及
び
第

八
条
の
七
の
規
定
を
除
く
。
）
中
土
地
の
取
得
に
対
し

て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
関
す
る
部
分
は
、
施
行

日
以
後
の
土
地
の
取
得
に
対
し
て
課
す
べ
き
特
別
土
地

保
有
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
土
地
の
取
得

に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
自
動
車
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条
　
新
規
則
の
規
定
中
自
動
車
取
得
税
に
関
す
る
部

分
は
、
施
行
日
以
後
の
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
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べ
き
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の

自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
取
得
税
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
事
業
所
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条
　
新
規
則
の
規
定
中
事
業
に
係
る
事
業
所
税
（
新

法
第
七
百
一
条
の
三
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
に

係
る
事
業
所
税
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
関
す
る
部
分
は
、
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る

事
業
年
度
分
の
法
人
の
事
業
及
び
平
成
十
四
年
以
後
の

年
分
の
個
人
の
事
業
（
施
行
日
前
に
廃
止
さ
れ
た
個
人

の
事
業
を
除
く
。
）
に
対
し
て
課
す
べ
き
事
業
に
係
る

事
業
所
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
終
了
し
た

事
業
年
度
分
の
法
人
の
事
業
並
び
に
平
成
十
四
年
前
の

年
分
の
個
人
の
事
業
及
び
平
成
十
四
年
分
の
個
人
の
事

業
で
施
行
日
前
に
廃
止
さ
れ
た
も
の
に
対
し
て
課
す
る

事
業
に
係
る
事
業
所
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

２
　
新
規
則
の
規
定
中
新
増
設
に
係
る
事
業
所
税
（
新
法

第
七
百
一
条
の
三
十
二
第
二
項
に
規
定
す
る
新
増
設
に

係
る
事
業
所
税
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
関
す
る
部
分
は
、
施
行
日
以
後
に
行
わ
れ
る

事
業
所
用
家
屋
（
新
法
第
七
百
一
条
の
三
十
一
第
一
項

第
七
号
に
規
定
す
る
事
業
所
用
家
屋
を
い
う
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
新
築
又
は
増
築
に
対
し
て

課
す
べ
き
新
増
設
に
係
る
事
業
所
税
に
つ
い
て
適
用

し
、
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
事
業
所
用
家
屋
の
新
築
又

は
増
築
に
対
し
て
課
す
る
新
増
設
に
係
る
事
業
所
税
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
旧
規
則
第
二
十
四
条
の
二
第
一
号
の
規
定
は
、
炭
鉱

離
職
者
に
係
る
職
業
転
換
給
付
金
の
支
給
基
準
に
関
す

る
省
令
及
び
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
の
炭
鉱
労
働
者
及

び
炭
鉱
離
職
者
に
対
す
る
援
護
業
務
並
び
に
援
護
業
務

に
係
る
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
省
令
を
廃
止
す
る
省

令
（
平
成
十
四
年
厚
生
労
働
省
・
経
済
産
業
省
令
第
一

号
）
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
炭
鉱
離
職

者
に
係
る
職
業
転
換
給
付
金
の
支
給
基
準
に
関
す
る
省

令
（
昭
和
五
十
六
年
通
商
産
業
省
・
労
働
省
令
第
二

号
）
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
求
職
者
雇
用
開

発
助
成
金
の
支
給
に
係
る
者
に
つ
い
て
は
、
な
お
そ
の

効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
炭
鉱
離
職

者
に
係
る
職
業
転
換
給
付
金
の
支
給
基
準
に
関
す
る
省

令
」
と
あ
る
の
は
、
「
炭
鉱
離
職
者
に
係
る
職
業
転
換

給
付
金
の
支
給
基
準
に
関
す
る
省
令
及
び
雇
用
・
能
力

開
発
機
構
の
炭
鉱
労
働
者
及
び
炭
鉱
離
職
者
に
対
す
る

援
護
業
務
並
び
に
援
護
業
務
に
係
る
財
務
及
び
会
計
に

関
す
る
省
令
を
廃
止
す
る
省
令
（
平
成
十
四
年
厚
生
労

働
省
・
経
済
産
業
省
令
第
一
号
）
附
則
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
廃
止

前
の
炭
鉱
離
職
者
に
係
る
職
業
転
換
給
付
金
の
支
給
基

準
に
関
す
る
省
令
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
六
月
二
八
日
総
務
省
令

第
七
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
四
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
八
月
一
日
総
務
省
令
第

八
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
四
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
八
月
二
三
日
総
務
省
令

第
九
一
号
）

（
施
行
期
日
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
一
〇
月
九
日
総
務
省
令

第
一
〇
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
一
二
月
二
六
日
総
務
省

令
第
一
二
八
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。
た
だ
し
、
第
一
条
の
四
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改

正
規
定
、
第
一
条
の
五
第
二
項
の
改
正
規
定
及
び
附
則

第
三
条
の
二
の
二
の
改
正
規
定
は
、
平
成
十
五
年
一
月

六
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
第
三
号
様
式
別
表
及

び
第
五
号
様
式
別
表
は
、
平
成
十
五
年
度
以
後
の
年
度

分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て

適
用
し
、
平
成
十
四
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
道
府
県
民

税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。附

　
則
　
（
平
成
一
五
年
一
月
八
日
総
務
省
令
第

三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
一
月
一
四
日
総
務
省
令

第
一
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
三
月
二
八
日
総
務
省
令

第
五
四
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
法
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
関
す
る
経

過
措
置
）

第
二
条
　
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
次
条
に
お
い

て
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
中
法
人
の
道
府
県

民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
関
す
る
部
分
は
、
平
成
十
五

年
三
月
三
十
一
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る

法
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
、
同
日
以
後
に

終
了
す
る
連
結
事
業
年
度
に
係
る
法
人
の
道
府
県
民
税

及
び
市
町
村
民
税
、
同
日
以
後
に
終
了
す
る
計
算
期
間

に
係
る
法
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
、
同
日

以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
退
職
年
金
等
積
立

金
に
係
る
法
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
並
び

に
同
日
以
後
の
解
散
（
合
併
に
よ
る
解
散
を
除
く
。
以

下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
清
算

所
得
に
対
す
る
法
人
税
額
に
係
る
法
人
の
道
府
県
民
税

及
び
市
町
村
民
税
（
清
算
所
得
に
対
す
る
法
人
税
を
課

さ
れ
る
法
人
の
清
算
中
の
事
業
年
度
に
係
る
法
人
税
額

に
係
る
法
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
並
び
に

残
余
財
産
の
一
部
分
配
に
よ
り
納
付
す
べ
き
法
人
税
額

に
係
る
法
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
を
含

む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
適
用

し
、
同
日
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
に
係
る
法
人
の
道

府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
、
同
日
前
に
終
了
し
た
計

算
期
間
に
係
る
法
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民

税
、
同
日
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
に
係
る
退
職
年
金

等
積
立
金
に
係
る
法
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民

税
並
び
に
同
日
前
の
解
散
に
よ
る
清
算
所
得
に
対
す
る

法
人
税
額
に
係
る
法
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民

税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
法
人
の
事
業
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
新
規
則
の
規
定
中
法
人
の
事
業
税
に
関
す
る
部

分
は
、
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
以
後
に
終
了
す
る

事
業
年
度
に
係
る
法
人
の
事
業
税
、
同
日
以
後
に
終
了

す
る
計
算
期
間
に
係
る
法
人
の
事
業
税
及
び
同
日
以
後

の
解
散
に
よ
る
清
算
所
得
に
対
す
る
法
人
の
事
業
税

（
清
算
所
得
に
対
す
る
事
業
税
を
課
さ
れ
る
法
人
の
清

算
中
の
事
業
年
度
に
係
る
法
人
の
事
業
税
及
び
残
余
財

産
の
一
部
分
配
に
よ
り
納
付
す
べ
き
法
人
の
事
業
税
を

含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
適

用
し
、
同
日
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
に
係
る
法
人
の

事
業
税
、
同
日
前
に
終
了
し
た
計
算
期
間
に
係
る
法
人

の
事
業
税
及
び
同
日
前
の
解
散
に
よ
る
清
算
所
得
に
対

す
る
法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。附

　
則
　
（
平
成
一
五
年
三
月
三
一
日
総
務
省
令

第
六
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当

該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
第
六
号
様
式
別
表

九
記
載
要
領
、
同
様
式
別
表
十
記
載
要
領
、
同
様
式

別
表
十
二
記
載
要
領
及
び
同
様
式
別
表
十
三
記
載
要

領
の
改
正
規
定
　
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

二
　
附
則
第
四
条
及
び
第
六
条
の
規
定
　
平
成
十
五
年

七
月
一
日

三
　
第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
第
七
条
の
五
の
二

及
び
第
七
条
の
五
の
三
の
改
正
規
定
、
同
規
則
第
十

条
の
八
の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
規
則

第
十
条
の
九
、
第
十
一
条
の
七
、
第
十
六
条
の
十
、

第
十
六
条
の
十
一
並
び
に
附
則
第
八
条
第
五
号
及
び

第
六
号
の
改
正
規
定
並
び
に
同
規
則
附
則
第
八
条
第

七
号
の
改
正
規
定
（
「
日
本
鉄
道
建
設
公
団
」
を

「
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援

機
構
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
　
平
成
十
五
年
十

月
一
日

四
　
第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
第
一
条
の
十
二
の

次
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
規
則
第
二
条
の

三
の
改
正
規
定
、
同
規
則
第
三
条
の
六
の
二
を
削
る

改
正
規
定
、
同
規
則
第
三
条
の
九
の
次
に
二
条
を
加

え
る
改
正
規
定
、
同
規
則
第
四
条
及
び
附
則
第
十
五

条
の
改
正
規
定
、
同
条
の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正

規
定
、
同
規
則
附
則
第
十
七
条
第
一
項
を
削
る
改
正

規
定
、
同
条
第
二
項
の
改
正
規
定
（
「
当
該
特
定
保

管
口
座
内
上
場
株
式
等
の
譲
渡
に
つ
き
、
一
般
長
期

所
有
上
場
特
定
株
式
等
の
譲
渡
及
び
一
般
長
期
所
有

上
場
株
式
等
の
譲
渡
（
政
令
附
則
第
十
八
条
の
二
第

七
項
第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
一
般
長
期
所
有

上
場
株
式
等
の
譲
渡
（
一
般
長
期
所
有
上
場
特
定
株

式
等
の
譲
渡
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う

。
）
の
別
に
」
を
「
当
該
特
定
口
座
内
保
管
上
場
株

式
等
の
譲
渡
に
つ
き
」
に
、
「
第
十
八
条
の
十
三
の

五
第
五
項
各
号
」
を
「
第
十
八
条
の
十
三
の
五
第
四

項
各
号
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
、
同
項
を
同
条

第
一
項
と
す
る
改
正
規
定
、
同
条
第
三
項
の
改
正
規

定
（
「
政
令
附
則
第
十
八
条
第
五
項
若
し
く
は
第
六

項
又
は
政
令
附
則
第
十
八
条
の
二
第
八
項
」
を
「
政

令
附
則
第
十
八
条
第
三
項
」
に
改
め
る
部
分
に
限

る
。
）
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
す
る
改
正
規
定
、
同

条
第
四
項
を
同
条
第
三
項
と
す
る
改
正
規
定
、
同
規

則
附
則
第
十
八
条
の
改
正
規
定
、
同
規
則
第
六
号
様

式
別
表
四
の
四
、
第
十
二
号
の
四
の
二
様
式
、
第
十

二
号
の
四
の
三
様
式
及
び
第
五
十
二
号
様
式
の
改
正

規
定
並
び
に
附
則
第
二
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で

の
規
定
　
平
成
十
六
年
一
月
一
日
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五
　
第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
第
七
条
の
五
の
改

正
規
定
及
び
同
規
則
附
則
第
五
条
の
二
の
次
に
一
条

を
加
え
る
改
正
規
定
　
平
成
十
六
年
三
月
一
日

六
　
第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
第
七
条
の
二
の
三

第
四
項
を
削
る
改
正
規
定
、
同
規
則
第
七
条
の
二
の

五
第
五
項
、
第
七
条
の
四
の
三
及
び
第
十
条
の
八
の

改
正
規
定
、
同
規
則
第
十
六
条
を
同
規
則
第
十
五
条

の
八
と
し
、
同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規

定
、
同
規
則
附
則
第
八
条
第
七
号
の
改
正
規
定
（

「
帝
都
高
速
度
交
通
営
団
」
を
「
東
京
地
下
鉄
株
式

会
社
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
規
則
第
三
十

三
号
の
三
様
式
の
次
に
二
様
式
を
加
え
る
改
正
規
定

及
び
同
規
則
第
三
十
四
号
様
式
の
改
正
規
定
　
平
成

十
六
年
四
月
一
日

七
　
第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
十
二
条
の

二
の
三
第
四
項
第
一
号
の
改
正
規
定
（
「
抹
消
登
録

を
受
け
た
自
動
車
」
を
「
永
久
抹
消
登
録
を
受
け
、

又
は
同
項
の
届
出
が
さ
れ
た
自
動
車
」
に
改
め
る
部

分
に
限
る
。
）
及
び
同
項
第
二
号
の
改
正
規
定
（
「
抹

消
登
録
を
受
け
た
自
動
車
」
を
「
永
久
抹
消
登
録
を

受
け
、
又
は
同
項
の
届
出
が
さ
れ
た
自
動
車
」
に
改

め
る
部
分
に
限
る
。
）
　
道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
九
号
）

の
施
行
の
日

（
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
関
す
る
経

過
措
置
）

第
二
条
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施

行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
三

の
規
定
は
、
平
成
十
七
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の

道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

２
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
施
行
規

則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
五
条
第

二
項
の
規
定
は
、
平
成
十
五
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
道

府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
そ
の

効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
政

令
附
則
第
十
八
条
第
六
項
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
税
法

施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
十
五
年
政

令
第
百
二
十
八
号
）
附
則
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
令
第
一

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
施
行
令
附
則
第

十
八
条
第
六
項
」
と
、
「
法
附
則
第
三
十
五
条
の
二
第

六
項
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
九
号
）
附
則
第
三
条
第

九
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と

さ
れ
る
同
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税

法
附
則
第
三
十
五
条
の
二
第
六
項
」
と
す
る
。

３
　
旧
規
則
第
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
は
、
平
成
十
六

年
度
分
ま
で
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税

に
つ
い
て
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
平
成
十
五
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
道
府
県

民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
二
号
中

「
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六

号
）
第
八
条
の
五
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
税
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
八
号
）
第

十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
租
税
特
別
措
置
法
第

八
条
の
五
」
と
、
平
成
十
六
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県

民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
限
り
、
同
号
中
「
租
税
特
別

措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
八
条

の
五
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
配
当
所
得
又
は
同
法
第

八
条
の
六
に
規
定
す
る
配
当
所
得
」
と
あ
る
の
は
「
所

得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法

律
第
八
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
租
税

特
別
措
置
法
第
八
条
の
五
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
配

当
所
得
」
と
す
る
。

４
　
旧
規
則
附
則
第
十
八
条
の
規
定
は
、
平
成
十
六
年
度

分
ま
で
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ

い
て
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
法
附
則
第
三
十
五
条
の
二
の

四
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
九
号
）
第
一
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
附
則
第
三
十
五
条
の

二
の
四
第
一
項
」
と
、
「
第
五
十
二
号
様
式
」
と
あ
る

の
は
「
地
方
税
法
施
行
規
則
及
び
国
有
資
産
等
所
在
市

町
村
交
付
金
及
び
納
付
金
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
五
年
総
務
省
令
第
六

十
六
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法

施
行
規
則
第
五
十
二
号
様
式
」
と
、
同
条
第
二
項
中

「
法
附
則
第
三
十
五
条
の
二
の
四
第
一
項
」
と
あ
る
の

は
「
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十

五
年
法
律
第
九
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の

地
方
税
法
附
則
第
三
十
五
条
の
二
の
四
第
一
項
」
と
、

同
条
第
四
項
中
「
法
附
則
第
三
十
五
条
の
二
の
四
第
二

項
第
三
号
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
九
号
）
第
一
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
附
則
第
三
十
五
条
の

二
の
四
第
二
項
第
三
号
」
と
、
「
法
附
則
第
三
十
五
条

の
二
の
四
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
税
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
九
号
）
第

一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
附
則
第
三
十

五
条
の
二
の
四
第
一
項
」
と
す
る
。

５
　
平
成
十
五
年
四
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い

う
。
）
か
ら
平
成
十
五
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

に
お
け
る
旧
規
則
第
二
条
の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
同
条
第
一
項
第
二
号
中
「
租
税
特
別
措
置
法

（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
八
条
の
五
」

と
あ
る
の
は
、
「
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
八
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
前
の
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法

律
第
二
十
六
号
）
第
八
条
の
五
」
と
す
る
。

６
　
施
行
日
か
ら
平
成
十
五
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の

間
に
お
け
る
旧
規
則
附
則
第
十
五
条
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
租
税
特
別
措
置
法
施
行

規
則
第
十
八
条
の
九
第
六
項
」
と
あ
る
の
は
「
租
税
特

別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成

十
五
年
財
務
省
令
第
三
十
四
号
）
の
規
定
に
よ
る
改
正

前
の
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
十
八
条
の
九
第
六

項
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規

則
第
十
八
条
の
九
第
五
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
租
税

特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平

成
十
五
年
財
務
省
令
第
三
十
四
号
）
の
規
定
に
よ
る
改

正
前
の
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
十
八
条
の
九
第

五
項
各
号
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
租
税
特
別
措
置
法

施
行
規
則
第
十
一
条
の
三
第
五
項
各
号
」
と
あ
る
の
は

「
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省

令
（
平
成
十
五
年
財
務
省
令
第
三
十
四
号
）
の
規
定
に

よ
る
改
正
前
の
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
十
一
条

の
三
第
五
項
各
号
」
と
す
る
。

７
　
施
行
日
か
ら
平
成
十
五
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の

間
に
お
け
る
旧
規
則
附
則
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
租
税
特
別
措
置
法
施
行

令
第
二
十
五
条
の
十
の
九
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
租

税
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平

成
十
五
年
政
令
第
百
三
十
九
号
）
の
規
定
に
よ
る
改
正

前
の
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
二
十
五
条
の
十
の
九

第
二
項
」
と
、
「
政
令
附
則
第
十
八
条
の
二
第
三
項
」

と
あ
る
の
は
「
地
方
税
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す

る
政
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
百
二
十
八
号
）
第
一
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
施
行
令
附
則
第
十

八
条
の
二
第
三
項
」
と
、
「
政
令
附
則
第
十
八
条
の
二

第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
税
法
施
行
令
等
の
一
部

を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
百
二
十
八

号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
施
行

令
附
則
第
十
八
条
の
二
第
四
項
」
と
す
る
。

８
　
施
行
日
か
ら
平
成
十
五
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の

間
に
お
け
る
新
規
則
附
則
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
附
則
第
十
五
条
第
一

項
」
と
あ
る
の
は
、
「
附
則
第
十
五
条
第
一
項
及
び
第

二
項
」
と
す
る
。

９
　
施
行
日
か
ら
平
成
十
五
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の

間
に
お
い
て
は
、
旧
規
則
第
十
二
号
の
四
の
三
様
式
中

「
証
券
会
社
」
と
あ
る
の
は
「
証
券
業
者
等
、
内
国
法

人
」
と
、
「
及
び
信
託
財
産
に
係
る
利
子
等
」
と
あ
る

の
は
「
、
信
託
会
社
が
支
払
を
受
け
る
信
託
財
産
に
係

る
利
子
等
、
特
定
の
投
資
法
人
等
が
支
払
を
受
け
る
運

用
財
産
等
に
係
る
利
子
等
」
と
す
る
。

（
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
新
規
則
の
規
定
中
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
部

分
は
、
施
行
日
以
後
の
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す

べ
き
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の

不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
手
持
品
課
税
に
係
る
道
府
県
た
ば
こ
税
の
申
告
方
法

等
）

第
四
条
　
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

十
五
年
法
律
第
九
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）

附
則
第
七
条
第
三
項
の
申
告
書
及
び
こ
れ
に
係
る
修
正

申
告
書
の
様
式
は
、
別
記
第
一
号
様
式
に
よ
る
も
の
と

す
る
。

２
　
改
正
法
附
則
第
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
卸
売
販

売
業
者
等
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
卸
売
販
売
業
者

等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
小
売
販
売

業
者
が
道
府
県
た
ば
こ
税
に
係
る
地
方
団
体
の
徴
収
金

を
納
付
す
る
と
き
は
、
当
該
地
方
団
体
の
徴
収
金
に
新

規
則
第
十
六
号
の
四
様
式
に
よ
る
納
付
書
を
添
え
て
納

付
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
改
正
法
附
則
第
七
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
又

は
還
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
卸
売
販
売
業
者
等
は
、
新

規
則
第
八
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
改
正
法
第
一
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
（
以
下
「
新
法
」
と
い

う
。
）
第
七
十
四
条
の
十
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
又

は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
に
添
付
す
べ
き
新
規

則
第
十
六
号
の
五
様
式
に
よ
る
書
類
中
「
返
還
の
理
由

及
び
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
」
欄
に
、
当
該
控

除
又
は
還
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
製
造
た
ば
こ
に
つ
い

て
改
正
法
附
則
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
道
府
県

た
ば
こ
税
が
課
さ
れ
た
、
又
は
課
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ

た
旨
を
証
す
る
に
足
り
る
書
類
に
基
づ
い
て
、
当
該
製

造
た
ば
こ
の
本
数
を
そ
の
品
目
ご
と
に
記
載
し
た
上
で

同
様
式
に
よ
る
書
類
を
同
申
告
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条
　
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
新
規
則
の

規
定
中
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
関
す
る
部
分

は
、
平
成
十
五
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
及

び
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
十
四
年
度
分

ま
で
の
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
規
則
第
十
一
条
の
二
及
び
第
十
五
条
の
六
の
規
定

は
、
平
成
十
六
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
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つ
い
て
適
用
し
、
平
成
十
五
年
度
分
ま
で
の
固
定
資
産

税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
六
十
九
項
の
規
定
は
、
施
行

日
以
後
に
新
設
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
設
備
に
対
し

て
課
す
る
平
成
十
六
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産

税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
新
設
さ
れ
た
旧
規

則
附
則
第
六
条
第
七
十
項
に
規
定
す
る
設
備
に
対
し
て

課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。

４
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
七
十
一
項
の
規
定
は
、
施
行

日
以
後
に
新
設
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
設
備
に
対
し

て
課
す
る
平
成
十
六
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産

税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
新
設
さ
れ
た
旧
規

則
附
則
第
六
条
第
七
十
二
項
に
規
定
す
る
設
備
に
対
し

て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

５
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
七
十
二
項
の
規
定
は
、
施
行

日
以
後
に
新
設
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
搬
送
設
備
に

対
し
て
課
す
る
平
成
十
六
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定

資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
新
設
さ
れ
た

旧
規
則
附
則
第
六
条
第
七
十
三
項
に
規
定
す
る
搬
送
設

備
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

６
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
七
十
六
項
の
規
定
は
、
施
行

日
以
後
に
新
設
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
設
備
又
は
施

設
に
対
し
て
課
す
る
平
成
十
六
年
度
以
後
の
年
度
分
の

固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
新
設
さ

れ
た
旧
規
則
附
則
第
六
条
第
七
十
八
項
に
規
定
す
る
設

備
又
は
施
設
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

７
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
七
十
九
項
の
規
定
は
、
施
行

日
以
後
に
新
設
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
機
械
そ
の
他

の
設
備
に
対
し
て
課
す
る
平
成
十
六
年
度
以
後
の
年
度

分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
新

設
さ
れ
た
旧
規
則
附
則
第
六
条
第
八
十
一
項
に
規
定
す

る
機
械
そ
の
他
の
設
備
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
手
持
品
課
税
に
係
る
市
町
村
た
ば
こ
税
の
申
告
方
法

等
）

第
六
条
　
改
正
法
附
則
第
十
四
条
第
三
項
の
申
告
書
及
び

こ
れ
に
係
る
修
正
申
告
書
の
様
式
は
、
別
記
第
二
号
様

式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２
　
改
正
法
附
則
第
十
四
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
卸
売

販
売
業
者
等
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
卸
売
販
売
業

者
等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
小
売
販

売
業
者
が
市
町
村
た
ば
こ
税
に
係
る
地
方
団
体
の
徴
収

金
を
納
付
す
る
と
き
は
、
当
該
地
方
団
体
の
徴
収
金
に

新
規
則
第
三
十
四
号
の
二
の
五
様
式
に
よ
る
納
付
書
を

添
え
て
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
第
四
条
第
三
項
の
規
定
は
、
改
正
法
附
則
第
十
四
条

第
七
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
又
は
還
付
を
受
け
よ
う
と

す
る
卸
売
販
売
業
者
等
が
当
該
控
除
又
は
還
付
に
係
る

新
法
第
四
百
七
十
三
条
第
一
項
、
第
二
項
又
は
第
四
項

の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
提
出
す
る
場
合
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
条
第
三
項
中

「
附
則
第
七
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
附
則
第
十
四

条
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
特
別
土
地
保
有
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
七
条
　
新
規
則
の
規
定
（
新
規
則
附
則
第
八
条
の
六
か

ら
第
八
条
の
八
ま
で
の
規
定
を
除
く
。
）
中
土
地
に
対

し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
関
す
る
部
分
は
、
平

成
十
五
年
度
以
後
の
年
度
分
の
土
地
に
対
し
て
課
す
る

特
別
土
地
保
有
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
十
四
年
度

分
ま
で
の
土
地
に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
規
則
の
規
定
（
新
規
則
附
則
第
八
条
の
六
か
ら
第

八
条
の
八
ま
で
の
規
定
を
除
く
。
）
中
土
地
の
取
得
に

対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
関
す
る
部
分
は
、

施
行
日
以
後
の
土
地
の
取
得
に
対
し
て
課
す
べ
き
特
別

土
地
保
有
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
土
地
の

取
得
に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
自
動
車
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
八
条
　
旧
規
則
附
則
第
十
二
条
の
二
の
三
第
一
項
第
一

号
の
規
定
は
、
地
方
税
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す

る
政
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
百
二
十
八
号
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
「
改
正
令
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
一

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ

と
と
さ
れ
る
改
正
令
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の

地
方
税
法
施
行
令
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
令
」
と
い

う
。
）
附
則
第
十
六
条
の
二
の
六
第
二
項
第
一
号
に
掲

げ
る
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
に
適
合
す
る
自
動
車
の
取
得

（
施
行
日
か
ら
平
成
十
五
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に

行
わ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
に
対
し
て
課
す
べ
き
自
動

車
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

２
　
旧
規
則
附
則
第
十
二
条
の
二
の
三
第
一
項
第
二
号
の

規
定
は
、
改
正
令
附
則
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
旧
令
附
則

第
十
六
条
の
二
の
六
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
排
出
ガ

ス
保
安
基
準
に
適
合
す
る
自
動
車
の
取
得
（
施
行
日
か

ら
平
成
十
六
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
も

の
に
限
る
。
）
に
対
し
て
課
す
べ
き
自
動
車
取
得
税
に

つ
い
て
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

（
事
業
所
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
九
条
　
新
規
則
の
規
定
中
事
業
所
税
（
新
法
第
七
百
一

条
の
三
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
所
税
を
い
う
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
部
分
は
、

施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
分
の
法
人
の
事
業

及
び
平
成
十
五
年
以
後
の
年
分
の
個
人
の
事
業
（
施
行

日
前
に
廃
止
さ
れ
た
個
人
の
事
業
を
除
く
。
）
に
対
し

て
課
す
べ
き
事
業
所
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前

に
終
了
し
た
事
業
年
度
分
の
法
人
の
事
業
並
び
に
平
成

十
五
年
前
の
年
分
の
個
人
の
事
業
及
び
平
成
十
五
年
分

の
個
人
の
事
業
で
施
行
日
前
に
廃
止
さ
れ
た
も
の
に
対

し
て
課
す
る
事
業
所
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

２
　
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
事
業
所
用
家
屋
（
改
正
法
第

一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
第
七
百
一
条
の
三

十
一
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
事
業
所
用
家
屋
を
い

う
。
）
の
新
築
又
は
増
築
に
対
し
て
課
す
る
新
増
設
に

係
る
事
業
所
税
（
旧
法
第
七
百
一
条
の
三
十
二
第
二
項

に
規
定
す
る
新
増
設
に
係
る
事
業
所
税
を
い
う
。
）
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

別
記
第
一
号
様
式

（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
地
方
税
法
施
行
規
則
及

び
国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
及
び
納
付
金
に
関
す

る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
五

年
総
務
省
令
第
六
十
六
号
）
附
則
第
四
条
関
係
）

（
略
）

別
記
第
二
号
様
式

（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
）
（
地
方
税
法
施
行
規
則
及

び
国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
及
び
納
付
金
に
関
す

る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
五

年
総
務
省
令
第
六
十
六
号
）
附
則
第
六
条
関
係
）

（
略
）

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
五
月
三
〇
日
総
務
省
令

第
八
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
七
月
二
二
日
総
務
省
令

第
九
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

し
、
改
正
後
の
第
十
一
条
の
十
及
び
附
則
第
六
条
第
六

十
二
項
の
規
定
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
適
用

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
一
五
年
八
月
二
八
日
総
務
省
令

第
一
一
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
法
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
関
す
る
経

過
措
置
）

第
二
条
　
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
次
条
に
お
い

て
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
中
法
人
の
道
府
県

民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
関
す
る
部
分
は
、
平
成
十
六

年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
法
人

の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
、
同
日
以
後
に
開
始

す
る
連
結
事
業
年
度
に
係
る
法
人
の
道
府
県
民
税
及
び

市
町
村
民
税
、
同
日
以
後
に
開
始
す
る
計
算
期
間
に
係

る
法
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
、
同
日
以
後

に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
退
職
年
金
等
積
立
金
に

係
る
法
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
並
び
に
同

日
以
後
の
解
散
（
当
該
解
散
の
日
を
含
む
事
業
年
度
開

始
の
日
が
平
成
十
六
年
四
月
一
日
以
後
で
あ
る
解
散
に

限
り
、
合
併
に
よ
る
解
散
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び

次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
清
算
所
得
に
対
す
る

法
人
税
額
に
係
る
法
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民

税
（
清
算
所
得
に
対
す
る
法
人
税
を
課
さ
れ
る
法
人
の

清
算
中
の
事
業
年
度
に
係
る
法
人
税
額
に
係
る
法
人
の

道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
並
び
に
残
余
財
産
の
一

部
分
配
に
よ
り
納
付
す
べ
き
法
人
税
額
に
係
る
法
人
の

道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
を
含
む
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開

始
し
た
事
業
年
度
に
係
る
法
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市

町
村
民
税
、
同
日
前
に
開
始
し
た
計
算
期
間
に
係
る
法

人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
、
同
日
前
に
開
始

し
た
事
業
年
度
に
係
る
退
職
年
金
等
積
立
金
に
係
る
法

人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
並
び
に
同
日
前
の

解
散
に
よ
る
清
算
所
得
に
対
す
る
法
人
税
額
に
係
る
法

人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
法
人
の
事
業
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
新
規
則
の
規
定
中
法
人
の
事
業
税
に
関
す
る
部

分
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業

年
度
に
係
る
法
人
の
事
業
税
、
同
日
以
後
に
開
始
す
る

計
算
期
間
に
係
る
法
人
の
事
業
税
及
び
同
日
以
後
の
解

散
に
よ
る
清
算
所
得
に
対
す
る
法
人
の
事
業
税
（
清
算

所
得
に
対
す
る
事
業
税
を
課
さ
れ
る
法
人
の
清
算
中
の

事
業
年
度
に
係
る
法
人
の
事
業
税
及
び
残
余
財
産
の
一

部
分
配
に
よ
り
納
付
す
べ
き
法
人
の
事
業
税
を
含
む
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、

同
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
に
係
る
法
人
の
事
業

税
、
同
日
前
に
開
始
し
た
計
算
期
間
に
係
る
法
人
の
事

業
税
及
び
同
日
前
の
解
散
に
よ
る
清
算
所
得
に
対
す
る

法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
九
月
三
〇
日
総
務
省
令

第
一
二
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。
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附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
一
〇
月
三
一
日
総
務
省

令
第
一
三
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
一
五
年
一
〇
月
三
一
日
総
務
省

令
第
一
三
六
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
関
す
る
経

過
措
置
）

２
　
改
正
後
の
第
一
号
の
三
様
式
、
第
三
号
様
式
別
表
、

第
五
号
様
式
別
表
及
び
第
五
号
の
四
様
式
別
表
は
、
平

成
十
六
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及

び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
十
五
年
度
分

ま
で
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
三
月
三
〇
日
総
務
省
令

第
六
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の

地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
六
条
第
六
十
二
項
の
規
定

は
、
平
成
十
五
年
十
二
月
十
七
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
三
月
三
一
日
総
務
省
令

第
七
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当

該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
第
十
八
条
、
第
十

八
条
の
六
第
三
項
、
第
十
八
条
の
十
一
の
二
第
二

項
、
第
十
八
条
の
十
三
第
一
号
、
第
十
八
条
の
十

四
、
第
十
八
条
の
十
六
及
び
第
十
八
条
の
二
十
三
の

改
正
規
定
、
同
規
則
第
三
十
五
号
の
三
様
式
及
び
同

様
式
備
考
５
の
改
正
規
定
、
同
規
則
第
三
十
八
号
の

二
様
式
の
次
に
一
様
式
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に

同
規
則
第
四
十
三
号
様
式
及
び
第
四
十
三
号
の
七
様

式
の
改
正
規
定
　
平
成
十
六
年
六
月
一
日

二
　
第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
第
十
六
条
の
十
三

の
三
の
改
正
規
定
　
平
成
十
六
年
七
月
一
日

三
　
第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
六
条
第
七

十
四
項
の
次
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
　
特
定
都

市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
の
施
行
の
日

四
　
第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
第
三
条
第
一
項
の

表
、
第
十
条
第
一
項
の
表
及
び
第
十
条
の
二
第
一
項

の
表
の
改
正
規
定
　
信
託
業
法
（
平
成
十
六
年
法
律

第
百
五
十
四
号
）
の
施
行
の
日

五
　
第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
第
十
一
号
様
式
記

載
要
領
及
び
第
二
十
二
号
の
三
様
式
記
載
要
領
の
改

正
規
定
　
建
築
物
の
安
全
性
及
び
市
街
地
の
防
災
機

能
の
確
保
等
を
図
る
た
め
の
建
築
基
準
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
六
十
七

号
）
第
四
条
の
規
定
の
施
行
の
日

（
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
関
す
る
経

過
措
置
）

第
二
条
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施

行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
三

第
二
項
第
六
号
の
規
定
は
、
平
成
十
七
年
度
以
後
の
年

度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い

て
適
用
し
、
平
成
十
六
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
道
府
県

民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

（
事
業
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
新
規
則
の
規
定
中
法
人
の
事
業
税
に
関
す
る
部

分
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と

い
う
。
）
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
法
人
の

事
業
税
、
同
日
以
後
に
開
始
す
る
計
算
期
間
に
係
る
法

人
の
事
業
税
及
び
同
日
以
後
の
解
散
に
よ
る
清
算
所
得

に
対
す
る
法
人
の
事
業
税
（
清
算
所
得
に
対
す
る
事
業

税
を
課
さ
れ
る
法
人
の
清
算
中
の
事
業
年
度
に
係
る
法

人
の
事
業
税
及
び
残
余
財
産
の
一
部
分
配
に
よ
り
納
付

す
べ
き
法
人
の
事
業
税
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
し
た

事
業
年
度
に
係
る
法
人
の
事
業
税
、
同
日
前
に
開
始
し

た
計
算
期
間
に
係
る
法
人
の
事
業
税
及
び
同
日
前
の
解

散
に
よ
る
清
算
所
得
に
対
す
る
法
人
の
事
業
税
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
規
則
第
七
条
の
二
の
規
定
は
、
平
成
十
七
年
度
以

後
の
年
度
分
の
個
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平

成
十
六
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
新
規
則
の
規
定
中
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
部

分
は
、
施
行
日
以
後
の
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す

べ
き
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の

不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条
　
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
新
規
則
の

規
定
中
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
関
す
る
部
分

は
、
平
成
十
六
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
及

び
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
十
五
年
度
分

ま
で
の
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
四
十
四
項
の
規
定
は
、
施
行

日
以
後
に
取
得
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
機
器
に
対
し

て
課
す
る
平
成
十
七
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産

税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
新
設
さ
れ
た
第
一

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
以

下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
附
則
第
六
条
第
四
十
八
項

に
規
定
す
る
機
器
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
五
十
四
項
及
び
第
五
十
五
項

の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
取
得
さ
れ
た
同
条
第
五
十

四
項
に
規
定
す
る
機
械
そ
の
他
の
設
備
に
対
し
て
課
す

る
平
成
十
七
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ

い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
取
得
さ
れ
た
旧
規
則
附
則

第
六
条
第
五
十
九
項
に
規
定
す
る
機
械
そ
の
他
の
設
備

に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

４
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
五
十
六
項
の
規
定
は
、
施
行

日
以
後
に
取
得
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
機
械
そ
の
他

の
設
備
に
対
し
て
課
す
る
平
成
十
七
年
度
以
後
の
年
度

分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
取

得
さ
れ
た
旧
規
則
附
則
第
六
条
第
六
十
一
項
に
規
定
す

る
機
械
そ
の
他
の
設
備
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

５
　
地
方
税
法
及
び
国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
及

び
納
付
金
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
十
六
年
法
律
第
十
七
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と

い
う
。
）
附
則
第
十
条
第
二
十
三
項
の
規
定
に
よ
り
な

お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
改
正
法
第
一
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
（
以
下
「
旧
法
」

と
い
う
。
）
附
則
第
十
五
条
第
二
十
四
項
に
規
定
す
る

家
屋
及
び
償
却
資
産
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に

つ
い
て
は
、
旧
規
則
附
則
第
六
条
第
六
十
四
項
の
規
定

は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

６
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
六
十
項
の
規
定
は
、
施
行
日

以
後
に
取
得
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
車
両
に
対
し
て

課
す
る
平
成
十
七
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税

に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
取
得
さ
れ
た
旧
規
則

附
則
第
六
条
第
六
十
五
項
に
規
定
す
る
車
両
に
対
し
て

課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。

７
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
九
十
五
項
の
規
定
は
、
施
行

日
以
後
に
取
得
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
施
設
に
対
し

て
課
す
る
平
成
十
七
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産

税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
取
得
さ
れ
た
旧
規

則
附
則
第
六
条
第
九
十
八
項
に
規
定
す
る
施
設
に
対
し

て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

（
特
別
土
地
保
有
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条
　
新
規
則
の
規
定
中
土
地
に
対
し
て
課
す
る
特
別

土
地
保
有
税
に
関
す
る
部
分
は
、
平
成
十
六
年
度
以
後

の
年
度
分
の
土
地
に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税

に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
十
五
年
度
分
ま
で
の
土
地
に

対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
規
則
の
規
定
中
土
地
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
特

別
土
地
保
有
税
に
関
す
る
部
分
は
、
施
行
日
以
後
の
土

地
の
取
得
に
対
し
て
課
す
べ
き
特
別
土
地
保
有
税
に
つ

い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
土
地
の
取
得
に
対
し
て
課

す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

（
自
動
車
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
七
条
　
新
規
則
附
則
第
十
二
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規

定
は
、
施
行
日
以
後
の
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す

べ
き
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の

自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
取
得
税
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
施
行
日
か
ら
平
成
十
七
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間

に
行
う
自
動
車
の
取
得
に
係
る
同
項
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
同
項
中
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
」

と
あ
る
の
は
、
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
又
は
地

方
税
法
施
行
規
則
及
び
国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付

金
及
び
納
付
金
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
省
令
（
平
成
十
六
年
総
務
省
令
第
七
十
七
号
）

に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九

年
総
理
府
令
第
二
十
三
号
）
第
十
二
条
の
二
の
三
第
一

項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
自
動
車
排
出
ガ

ス
に
係
る
保
安
上
又
は
公
害
防
止
そ
の
他
の
環
境
保
全

上
の
技
術
基
準
に
適
合
す
る
自
動
車
」
と
す
る
。

（
軽
油
引
取
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
八
条
　
改
正
法
附
則
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

製
造
の
承
認
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
十
八
条
の
十
三

第
一
号
並
び
に
第
十
八
条
の
十
四
第
一
項
、
第
二
項
及

び
第
五
項
の
規
定
並
び
に
同
規
則
第
四
十
三
号
の
七
様

式
の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
事
業
所
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
九
条
　
新
規
則
の
規
定
中
事
業
所
税
に
関
す
る
部
分

は
、
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
分
の
法
人
の

事
業
及
び
平
成
十
六
年
以
後
の
年
分
の
個
人
の
事
業

（
施
行
日
前
に
廃
止
さ
れ
た
個
人
の
事
業
を
除
く
。
）
に

対
し
て
課
す
べ
き
事
業
所
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行

日
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
分
の
法
人
の
事
業
並
び
に

平
成
十
五
年
前
の
年
分
の
個
人
の
事
業
及
び
平
成
十
六

年
分
の
個
人
の
事
業
で
施
行
日
前
に
廃
止
さ
れ
た
も
の

に
対
し
て
課
す
る
事
業
所
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

２
　
改
正
法
附
則
第
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
な
お

そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
旧
法
附
則
第
三
十
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二
条
の
七
第
十
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
施
設
に
つ

い
て
は
、
旧
規
則
附
則
第
十
二
条
の
四
第
四
項
及
び
第

五
項
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
同
条
第
四
項
第
一
号
中
「
環
境
事
業
団

か
ら
譲
渡
を
受
け
た
」
と
あ
る
の
は
「
独
立
行
政
法
人

環
境
再
生
保
全
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
四
十
三

号
）
附
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
解
散
前
の
環

境
事
業
団
（
以
下
本
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
旧
環
境

事
業
団
」
と
い
う
。
）
か
ら
譲
渡
を
受
け
た
」
と
、
「
環

境
事
業
団
理
事
長
」
と
あ
る
の
は
「
旧
環
境
事
業
団
理

事
長
」
と
し
、
同
項
第
二
号
中
「
環
境
事
業
団
」
と
あ

る
の
は
「
旧
環
境
事
業
団
」
と
し
、
同
条
第
五
項
中

「
環
境
事
業
団
理
事
長
」
と
あ
る
の
は
「
旧
環
境
事
業

団
理
事
長
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
四
月
一
六
日
総
務
省
令

第
八
三
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
事
業
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
様
式
は
、
平
成

十
六
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る

法
人
の
事
業
税
、
同
日
以
後
に
開
始
す
る
計
算
期
間
に

係
る
法
人
の
事
業
税
及
び
同
日
以
後
の
解
散
に
よ
る
清

算
所
得
に
対
す
る
法
人
の
事
業
税
（
清
算
所
得
に
対
す

る
事
業
税
を
課
さ
れ
る
法
人
の
清
算
中
の
事
業
年
度
に

係
る
法
人
の
事
業
税
及
び
残
余
財
産
の
一
部
分
配
に
よ

り
納
付
す
べ
き
法
人
の
事
業
税
を
含
む
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開

始
し
た
事
業
年
度
に
係
る
法
人
の
事
業
税
、
同
日
前
に

開
始
し
た
計
算
期
間
に
係
る
法
人
の
事
業
税
及
び
同
日

前
の
解
散
に
よ
る
清
算
所
得
に
対
す
る
法
人
の
事
業
税

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
法
人
の
同
日
前
に
開
始
し
、
か
つ
同
日
以
後

に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
お
け
る
改
正
前
の
地
方
税
法

施
行
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
第
六
号
様

式
、
第
六
号
様
式
別
表
五
、
第
六
号
の
三
様
式
及
び
第

八
号
様
式
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
旧
規
則
第
六
号
様
式

の
表
中
「
所
得
金
額
（
法
人
税
の
明
細
書
（
別
表
４
）

の
（
３
０
）
）
又
は
個
別
所
得
金
額
（
法
人
税
の
明
細

書
（
別
表
４
の
２
付
表
）
の
（
４
１
）
）
」
と
あ
る
の
は

「
所
得
金
額
（
法
人
税
の
明
細
書
（
別
表
４
）
の
（
２

９
）
）
又
は
個
別
所
得
金
額
（
法
人
税
の
明
細
書
（
別

表
４
の
２
付
表
）
の
（
４
０
）
）
」
と
、
「
法
人
税
の
所

得
金
額
（
法
人
税
の
明
細
書
（
別
表
４
）
の
（
３
９
）
）

又
は
個
別
所
得
金
額
（
法
人
税
の
明
細
書
（
別
表
４
の

２
付
表
）
の
（
４
７
）
）
」
と
あ
る
の
は
「
法
人
税
の
所

得
金
額
（
法
人
税
の
明
細
書
（
別
表
４
）
の
（
３
８
）
）

又
は
個
別
所
得
金
額
（
法
人
税
の
明
細
書
（
別
表
４
の

２
付
表
）
の
（
４
６
）
）
」
と
、
第
六
号
様
式
別
表
五
の

表
中
「
所
得
金
額
又
は
個
別
所
得
金
額
（
法
人
税
の
明

細
書
（
別
表
４
）
の
（
３
０
）
又
は
法
人
税
の
明
細
書

（
別
表
４
の
２
付
表
）
の
（
４
１
）
）
」
と
あ
る
の
は

「
所
得
金
額
又
は
個
別
所
得
金
額
（
法
人
税
の
明
細
書

（
別
表
４
）
の
（
２
９
）
又
は
法
人
税
の
明
細
書
（
別

表
４
の
２
付
表
）
の
（
４
０
）
）
」
と
、
第
六
号
の
三
様

式
の
表
中
「
所
得
金
額
（
法
人
税
の
明
細
書
（
別
表

４
）
の
（
３
０
）
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
金
額
（
法
人

税
の
明
細
書
（
別
表
４
）
の
（
２
９
）
」
と
、
「
法
人
税

の
所
得
金
額
（
法
人
税
の
明
細
書
（
別
表
４
）
の
（
３

９
）
」
と
あ
る
の
は
「
法
人
税
の
所
得
金
額
（
法
人
税

の
明
細
書
（
別
表
４
）
の
（
３
８
）
」
と
、
第
八
号
様

式
の
表
中
「
所
得
金
額
（
法
人
税
の
明
細
書
（
別
表

４
）
の
（
３
０
）
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
金
額
（
法
人

税
の
明
細
書
（
別
表
４
）
の
（
２
９
）
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
七
月
一
日
総
務
省
令
第

一
〇
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
二
月
三
日
総
務
省
令

第
一
四
一
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。
た
だ
し
、
第
一
号
の
三
様
式
備
考
、
第
一
号
の
四

様
式
備
考
、
第
二
号
様
式
備
考
、
第
三
号
様
式
備
考
、

同
様
式
別
表
、
第
四
号
様
式
備
考
、
第
四
号
の
二
様
式

備
考
、
第
五
号
様
式
備
考
、
同
様
式
別
表
、
第
五
号
の

二
様
式
備
考
及
び
第
二
十
五
号
の
三
様
式
の
改
正
規
定

は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
関
す
る
経

過
措
置
）

２
　
改
正
後
の
第
一
号
の
三
様
式
の
表
及
び
第
五
号
の
四

様
式
は
、
平
成
十
七
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
道

府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成

十
六
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村

民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
三
一
日
総
務
省
令

第
五
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当

該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
地
方
税
法
施
行
規
則
第
二
十
四
条
の
七
第
一
号
の

改
正
規
定
、
同
規
則
附
則
第
十
二
条
の
二
の
三
第
五

項
を
削
る
改
正
規
定
、
同
条
第
六
項
の
改
正
規
定
、

同
項
を
同
条
第
五
項
と
す
る
改
正
規
定
及
び
同
条
第

七
項
を
削
る
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
五
条
第
三
項

の
規
定
　
平
成
十
七
年
十
月
一
日

二
　
地
方
税
法
施
行
規
則
第
十
条
第
二
項
の
改
正
規

定
、
同
規
則
附
則
第
十
五
条
の
二
第
一
項
、
第
十
五

条
の
三
、
第
十
七
条
及
び
第
二
十
条
の
改
正
規
定
並

び
に
第
十
七
号
様
式
、
同
様
式
別
表
、
同
様
式
別
表

記
載
心
得
、
第
十
七
号
の
二
様
式
記
載
心
得
、
同
様

式
別
表
及
び
同
様
式
別
表
記
載
心
得
の
改
正
規
定
　

平
成
十
八
年
一
月
一
日

三
　
地
方
税
法
施
行
規
則
第
七
条
の
二
の
十
六
及
び
第

二
十
四
条
の
二
の
改
正
規
定
、
同
規
則
附
則
第
十
三

条
の
三
の
改
正
規
定
並
び
に
第
四
十
四
号
様
式
、
同

様
式
別
表
一
記
載
心
得
、
同
様
式
別
表
二
及
び
同
様

式
記
載
心
得
の
改
正
規
定
並
び
に
第
四
十
四
号
様
式

別
表
三
記
載
心
得
の
改
正
規
定
（
「
第
３
９
条
第
１

０
項
」
を
「
第
３
９
条
第
７
項
」
に
改
め
る
部
分
を

除
く
。
）
　
平
成
十
八
年
四
月
一
日

四
　
地
方
税
法
施
行
規
則
第
二
十
四
条
の
十
一
第
三
項

の
改
正
規
定
及
び
同
規
則
附
則
第
六
条
第
二
十
四
項

の
次
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
　
大
気
汚
染
防
止

法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第

五
十
六
号
）
の
施
行
の
日

五
　
地
方
税
法
施
行
規
則
第
七
条
の
三
の
五
第
一
項
の

改
正
規
定
及
び
同
規
則
第
十
条
の
七
の
三
第
十
項
を

削
る
改
正
規
定
　
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七

年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
施
行
の
日

六
　
地
方
税
法
施
行
規
則
第
十
条
の
七
の
三
第
一
項
第

四
号
の
改
正
規
定
　
介
護
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
七
十
七
号
）
附
則

第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日

七
　
地
方
税
法
施
行
規
則
第
十
六
条
の
十
二
の
二
第
一

項
の
改
正
規
定
　
中
小
企
業
経
営
革
新
支
援
法
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
三
十

号
）
の
施
行
の
日

八
　
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
三
条
の
二
の
二
十
を

同
規
則
第
三
条
の
二
の
二
十
三
と
し
、
同
条
の
次
に

二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
（
同
規
則
附
則
第
三
条
の

二
の
二
十
五
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
　
民
間
事
業
者

の
能
力
を
活
用
し
た
市
街
地
の
整
備
を
推
進
す
る
た

め
の
都
市
再
生
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
三
十
四
号
）
附
則
第
一

条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
日

九
　
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
五
条
の
三
の
改
正
規

定
　
都
市
鉄
道
等
利
便
増
進
法
（
平
成
十
七
年
法
律

第
四
十
一
号
）
の
施
行
の
日

十
　
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
六
条
に
一
項
を
加
え

る
改
正
規
定
　
水
防
法
及
び
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等

に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法

律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

三
十
七
号
）
の
施
行
の
日

（
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
関
す
る
経

過
措
置
）

第
二
条
　
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規

則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
十
四
第
二
号
の
規
定
は
、

平
成
十
七
年
四
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）

以
後
に
支
払
う
べ
き
掛
金
に
係
る
地
方
税
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
五
号
）
第
一

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
（
以
下
「
新

法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
四
条
第
一
項
第
五
号
ハ
及
び

第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
第
五
号
ハ
に
規
定
す
る
個

人
年
金
保
険
契
約
等
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に

支
払
う
べ
き
掛
金
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
個
人
年
金

保
険
契
約
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
地
方
消
費
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
新
規
則
の
規
定
中
地
方
消
費
税
に
関
す
る
部
分

は
、
平
成
十
七
年
二
月
十
三
日
以
後
に
都
道
府
県
の
境

界
に
わ
た
っ
て
市
町
村
の
設
置
又
は
境
界
の
変
更
が
あ

っ
た
た
め
都
道
府
県
の
境
界
の
変
更
が
あ
っ
た
と
き
に

お
け
る
地
方
消
費
税
の
清
算
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

（
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
次
項
に
定
め
る
も
の
を
除
き
、
新
規
則
の
規
定

中
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
部
分
は
、
施
行
日
以
後
の

不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
べ
き
不
動
産
取
得
税
に

つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
不
動
産
の
取
得
に
対
し

て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

２
　
改
正
前
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」

と
い
う
。
）
附
則
第
四
条
の
規
定
は
、
新
法
附
則
第
十

二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
受
贈
者
の
同
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
農

地
、
採
草
放
牧
地
及
び
準
農
地
の
取
得
に
対
し
て
課
す

る
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
旧
規
則
附
則
第
四
条
中

「
政
令
附
則
第
十
条
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
税
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整

備
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
九
十
四

号
）
附
則
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
さ
れ
る
政
令
附
則
第
十
条
」
と
、
「
法
附
則
第
十

二
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
附
則
第
十
二
条
第
五

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一

項
」
と
、
「
租
税
特
別
措
置
法
第
七
十
条
の
四
」
と
あ

る
の
は
「
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平

成
十
七
年
法
律
第
二
十
一
号
）
附
則
第
五
十
五
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
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同
法
に
よ
る
改
正
前
の
租
税
特
別
措
置
法
第
七
十
条
の

四
」
と
、
「
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
」
と
あ
る
の
は

「
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

（
平
成
十
七
年
政
令
第
百
三
号
）
附
則
第
三
十
三
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ

る
同
令
に
よ
る
改
正
前
の
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
」

と
、
「
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
」
と
あ
る
の
は

「
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省

令
（
平
成
十
七
年
財
務
省
令
第
三
十
七
号
）
附
則
第
十

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と

と
さ
れ
る
同
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
租
税
特
別
措
置
法

施
行
規
則
」
と
、
「
法
附
則
第
十
二
条
第
二
項
」
と
あ

る
の
は
「
法
附
則
第
十
二
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
二
項
」
と
、
「
租
税
特

別
措
置
法
第
七
十
条
の
七
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
税
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
五
十
五
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
同

法
に
よ
る
改
正
前
の
租
税
特
別
措
置
法
第
七
十
条
の

七
」
と
、
「
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百

二
十
六
号
）
附
則
第
十
二
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は

「
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）

附
則
第
十
二
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適

用
さ
れ
る
同
条
第
二
項
」
と
、
「
法
附
則
第
十
二
条
第

三
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
附
則
第
十
二
条
第
五
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
三
項
」
と

す
る
。

（
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条
　
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
新
規
則
の

規
定
中
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
関
す
る
部
分

は
、
平
成
十
七
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
及

び
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
十
六
年
度
分

ま
で
の
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
四
十
六
項
第
一
号
の
規
定

は
、
施
行
日
以
後
に
取
得
さ
れ
た
同
号
に
規
定
す
る
バ

イ
オ
マ
ス
発
電
設
備
に
対
し
て
課
す
る
平
成
十
七
年
度

以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施

行
日
前
に
取
得
さ
れ
た
旧
規
則
附
則
第
六
条
第
四
十
五

項
第
一
号
に
規
定
す
る
廃
棄
物
発
電
設
備
に
対
し
て
課

す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

３
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
六
十
八
項
の
規
定
は
、
施
行

日
以
後
に
取
得
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
設
備
に
対
し

て
課
す
る
平
成
十
七
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産

税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
取
得
さ
れ
た
旧
規

則
附
則
第
六
条
第
六
十
六
項
に
規
定
す
る
設
備
に
対
し

て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

４
　
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
七
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
に
新
た
に
取
得
さ
れ
た
旧
規
則
附
則
第

六
条
第
七
十
四
項
第
三
号
に
規
定
す
る
工
業
用
遠
心
冷

凍
機
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
自
動
車
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条
　
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
新
規
則
の

規
定
中
自
動
車
取
得
税
に
関
す
る
部
分
は
、
施
行
日
以

後
の
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
べ
き
自
動
車
取
得

税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
自
動
車
の
取
得
に

対
し
て
課
す
る
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
規
則
附
則
第
十
二
条
の
二
の
三
第
三
項
第
二
号
の

規
定
は
、
平
成
十
七
年
一
月
一
日
以
後
の
自
動
車
の
取

得
に
対
し
て
課
す
べ
き
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
適
用

す
る
。

３
　
新
規
則
附
則
第
十
二
条
の
二
の
三
第
五
項
の
規
定

は
、
平
成
十
七
年
十
月
一
日
以
後
の
自
動
車
の
取
得
に

対
し
て
課
す
べ
き
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、

同
日
前
の
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
取

得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
軽
油
引
取
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
七
条
　
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
新
規
則
の

規
定
中
軽
油
引
取
税
に
関
す
る
部
分
は
、
施
行
日
以
後

の
軽
油
の
引
取
り
に
対
し
て
課
す
べ
き
軽
油
引
取
税
に

つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
軽
油
の
引
取
り
に
対
し

て
課
す
る
軽
油
引
取
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

２
　
旧
規
則
第
十
八
条
の
三
第
四
項
（
名
古
屋
空
港
に
関

す
る
部
分
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定

は
、
平
成
十
七
年
二
月
十
七
日
前
に
地
方
税
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
五
号
）
第

一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
（
以
下
「
旧

法
」
と
い
う
。
）
第
七
百
条
の
十
五
第
八
項
の
規
定
に

よ
り
提
出
さ
れ
た
免
税
証
に
記
載
さ
れ
た
免
税
軽
油

（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
免
税
軽
油
を
い
う
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
数
量
に
相
当
す
る
数
量

の
軽
油
を
引
き
渡
し
た
当
該
免
税
証
に
係
る
同
条
第
八

項
に
規
定
す
る
免
税
取
扱
特
別
徴
収
義
務
者
で
あ
る
者

以
外
の
軽
油
の
販
売
業
者
が
同
日
以
後
に
お
い
て
当
該

免
税
証
を
当
該
免
税
証
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
免
税

取
扱
特
別
徴
収
義
務
者
で
あ
る
販
売
業
者
に
提
出
し
て

当
該
免
税
証
に
記
載
さ
れ
た
免
税
軽
油
の
数
量
に
相
当

す
る
数
量
の
軽
油
を
引
き
取
る
場
合
に
お
け
る
当
該
軽

油
の
引
取
り
に
対
し
て
課
す
る
軽
油
引
取
税
に
つ
い
て

は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

３
　
平
成
十
七
年
二
月
十
七
日
前
に
お
い
て
旧
法
第
七
百

条
の
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
免
税
証
の
交
付
を
受

け
た
旧
規
則
第
十
八
条
の
三
第
四
項
に
掲
げ
る
旧
法
第

七
百
条
の
十
五
第
一
項
に
規
定
す
る
免
税
軽
油
使
用
者

が
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
当
該
交
付
を
受
け
た
免

税
証
の
う
ち
当
該
免
税
証
の
交
付
を
行
っ
た
道
府
県
に

係
る
旧
法
第
七
百
条
の
十
一
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る

登
録
特
別
徴
収
義
務
者
又
は
当
該
免
税
証
に
係
る
旧
法

第
七
百
条
の
十
五
第
八
項
に
規
定
す
る
免
税
取
扱
特
別

徴
収
義
務
者
で
あ
る
者
以
外
の
軽
油
の
販
売
業
者
に
提

出
し
て
い
な
い
免
税
証
を
所
持
し
て
い
る
と
き
は
、
当

該
免
税
軽
油
使
用
者
は
、
施
行
日
以
後
速
や
か
に
当
該

免
税
証
を
そ
の
交
付
を
受
け
た
道
府
県
知
事
に
返
納
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
新
規
則
第
十
八
条
の
三
第
四
項
の
規
定
は
、
平
成
十

七
年
二
月
十
七
日
以
後
の
軽
油
の
引
取
り
に
対
し
て
課

す
べ
き
軽
油
引
取
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
の
軽

油
の
引
取
り
に
対
し
て
課
す
る
軽
油
引
取
税
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

５
　
新
規
則
第
十
八
条
の
六
第
一
項
第
六
号
イ
、
第
十
八

条
の
七
第
五
号
イ
及
び
第
十
八
条
の
八
第
五
号
イ
の
規

定
は
、
平
成
十
七
年
三
月
七
日
以
後
に
提
出
す
る
新
規

則
第
十
八
条
の
六
第
一
項
、
第
十
八
条
の
七
及
び
第
十

八
条
の
八
に
規
定
す
る
申
請
書
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

（
電
子
取
引
の
取
引
情
報
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
保
存

に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
八
条
　
新
規
則
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
は
、
施
行

日
以
後
に
行
う
電
子
取
引
の
取
引
情
報
（
新
法
第
七
百

五
十
五
条
に
規
定
す
る
電
子
取
引
の
取
引
情
報
を
い

う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
適
用

し
、
同
日
前
に
行
っ
た
電
子
取
引
の
取
引
情
報
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
四
月
二
六
日
総
務
省
令

第
八
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
事
業
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
の
規
定
中
法
人

の
事
業
税
に
関
す
る
部
分
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日

以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
分
の
法
人
の
事
業
税
、
同

日
以
後
に
開
始
す
る
計
算
期
間
分
の
法
人
の
事
業
税
及

び
同
日
以
後
の
解
散
（
合
併
に
よ
る
解
散
を
除
く
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
清
算
所
得
に
対

す
る
法
人
の
事
業
税
（
清
算
所
得
に
対
す
る
事
業
税
を

課
さ
れ
る
法
人
の
清
算
中
の
事
業
年
度
分
の
法
人
の
事

業
税
及
び
残
余
財
産
の
一
部
分
配
に
よ
り
納
付
す
べ
き

法
人
の
事
業
税
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
し
た
事
業

年
度
分
の
法
人
の
事
業
税
、
同
日
前
に
開
始
し
た
計
算

期
間
分
の
法
人
の
事
業
税
及
び
同
日
前
の
解
散
に
よ
る

清
算
所
得
に
対
す
る
法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
法
人
の

同
日
前
に
開
始
し
、
か
つ
同
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業

年
度
に
お
け
る
改
正
前
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
以
下

「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
第
六
号
様
式
、
第
六
号
様
式
別

表
五
、
第
六
号
の
三
様
式
及
び
第
八
号
様
式
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
旧
規
則
第
六
号
様
式
の
表
中
「
所
得
金
額

（
法
人
税
の
明
細
書
（
別
表
４
）
の
（
２
９
）
）
又
は
個

別
所
得
金
額
（
法
人
税
の
明
細
書
（
別
表
４
の
２
付

表
）
の
（
４
０
）
）
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
金
額
（
法
人

税
の
明
細
書
（
別
表
４
）
の
（
３
０
）
）
又
は
個
別
所

得
金
額
（
法
人
税
の
明
細
書
（
別
表
４
の
２
付
表
）
の

（
４
１
）
）
」
と
、
第
六
号
様
式
別
表
五
の
表
中
「
所
得

金
額
又
は
個
別
所
得
金
額
（
法
人
税
の
明
細
書
（
別
表

４
）
の
（
２
９
）
又
は
法
人
税
の
明
細
書
（
別
表
４
の

２
付
表
）
の
（
４
０
）
）
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
金
額
又

は
個
別
所
得
金
額
（
法
人
税
の
明
細
書
（
別
表
４
）
の

（
３
０
）
又
は
法
人
税
の
明
細
書
（
別
表
４
の
２
付
表
）

の
（
４
１
）
）
」
と
、
第
六
号
の
三
様
式
の
表
中
「
所
得

金
額
（
法
人
税
の
明
細
書
（
別
表
４
）
の
（
２
９
）
）
」

と
あ
る
の
は
「
所
得
金
額
（
法
人
税
の
明
細
書
（
別
表

４
）
の
（
３
０
）
）
」
と
、
第
八
号
様
式
の
表
中
「
所
得

金
額
（
法
人
税
の
明
細
書
（
別
表
４
）
の
（
２
９
）
）
」

と
あ
る
の
は
「
所
得
金
額
（
法
人
税
の
明
細
書
（
別
表

４
）
の
（
３
０
）
）
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
六
月
三
〇
日
総
務
省
令

第
一
〇
七
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
七
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規

則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
号
の
三
様
式
、

第
三
号
様
式
別
表
、
第
五
号
様
式
別
表
及
び
第
五
号
の

四
様
式
は
、
平
成
十
八
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の

道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平

成
十
七
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町

村
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
規
則
第
十
条
第
二
項
の
規
定
は
、
平
成
十
七
年
九

月
一
日
以
後
に
提
出
す
る
同
条
に
規
定
す
る
光
デ
ィ
ス

ク
等
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
九
月
二
七
日
総
務
省
令

第
一
四
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
日
本
道
路
公
団
等
民
営
化
関
係
法
施

行
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
号
）
の
施
行
の
日

（
平
成
十
七
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
一
二
月
二
八
日
総
務
省

令
第
一
六
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
一
月
二
六
日
総
務
省
令

第
一
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
三
月
三
一
日
総
務
省
令

第
六
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当

該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
附
則
第
二
条
及
び
第
五
条
の
規
定
　
平
成
十
八
年

七
月
一
日

二
　
第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
第
七
条
の
三
の
三

か
ら
第
七
条
の
三
の
五
ま
で
、
第
十
条
の
七
の
二
及

び
第
十
条
の
七
の
三
の
改
正
規
定
　
平
成
十
八
年
十

月
一
日

三
　
第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
十
五
条
の

改
正
規
定
及
び
同
規
則
附
則
第
十
七
条
第
二
項
の
改

正
規
定
（
「
附
則
第
十
八
条
第
二
項
」
の
下
に
「
又

は
第
七
項
」
を
加
え
る
部
分
に
限
る
。
）
　
平
成
十
九

年
一
月
一
日

四
　
第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
二
条
及
び

第
二
条
の
二
の
改
正
規
定
、
同
条
の
次
に
三
条
を
加

え
る
改
正
規
定
、
同
規
則
附
則
第
十
三
条
、
第
十
三

条
の
三
か
ら
第
十
四
条
ま
で
及
び
第
十
五
条
の
二
の

改
正
規
定
、
同
規
則
附
則
第
十
七
条
の
改
正
規
定

（
同
条
第
二
項
の
改
正
規
定
（
「
附
則
第
十
八
条
第
二

項
」
の
下
に
「
又
は
第
七
項
」
を
加
え
る
部
分
に
限

る
。
）
を
除
く
。
）
並
び
に
同
規
則
附
則
第
十
九
条
か

ら
第
二
十
一
条
の
二
ま
で
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則

第
一
条
の
二
の
規
定
　
平
成
十
九
年
四
月
一
日

五
　
第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
第
一
条
の
十
五
の

改
正
規
定
　
平
成
二
十
年
一
月
一
日

六
　
第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
第
十
六
条
の
五
の

二
十
一
の
改
正
規
定
　
民
間
事
業
者
の
能
力
の
活
用

に
よ
る
特
定
施
設
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
臨
時
措

置
法
及
び
輸
入
の
促
進
及
び
対
内
投
資
事
業
の
円
滑

化
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
を
廃
止
す
る
法
律
（
平
成

十
八
年
法
律
第
三
十
一
号
）
の
施
行
の
日

七
　
第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
三
条
を
同

規
則
附
則
第
二
条
の
六
と
し
、
同
条
の
次
に
一
条
を

加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
同
規
則
第
四
十
四
号
様
式

及
び
同
様
式
記
載
心
得
の
改
正
規
定
　
会
社
法
（
平

成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
の
施
行
の
日

八
　
第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
六
条
第
五

十
二
項
の
改
正
規
定
（
「
附
則
第
十
一
条
第
二
十
八

項
」
を
「
附
則
第
十
一
条
第
二
十
四
項
」
に
改
め
る

部
分
を
除
く
。
）
及
び
同
条
第
五
十
四
項
の
改
正
規

定
（
「
附
則
第
十
一
条
第
二
十
九
項
」
を
「
附
則
第

十
一
条
第
二
十
五
項
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
　

海
上
物
流
の
基
盤
強
化
の
た
め
の
港
湾
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
三
十
八

号
）
附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行

の
日

（
平
成
十
九
年
度
分
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税

の
減
額
に
係
る
申
告
方
法
）

第
一
条
の
二
　
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
号
。
以
下
「
平
成
十
八
年
改

正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
六
条
第
三
項
及
び
第
十
二

条
第
三
項
の
申
告
書
の
様
式
は
、
別
記
第
三
号
様
式
に

よ
る
も
の
と
す
る
。

（
手
持
品
課
税
に
係
る
道
府
県
た
ば
こ
税
の
申
告
方
法

等
）

第
二
条
　
平
成
十
八
年
改
正
法
附
則
第
九
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
る
申
告
書
及
び
こ
れ
に
係
る
修
正
申
告
書
の
様

式
は
、
別
記
第
一
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２
　
平
成
十
八
年
改
正
法
附
則
第
九
条
第
五
項
の
規
定
に

よ
り
卸
売
販
売
業
者
等
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
卸

売
販
売
業
者
等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又

は
小
売
販
売
業
者
が
道
府
県
た
ば
こ
税
に
係
る
地
方
団

体
の
徴
収
金
を
納
付
す
る
と
き
は
、
当
該
地
方
団
体
の

徴
収
金
に
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法

施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
六
号

の
四
様
式
に
よ
る
納
付
書
を
添
え
て
納
付
す
る
も
の
と

す
る
。

３
　
平
成
十
八
年
改
正
法
附
則
第
九
条
第
七
項
の
規
定
に

よ
る
控
除
又
は
還
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
卸
売
販
売
業

者
等
は
、
新
規
則
第
八
条
の
六
、
第
八
条
の
七
又
は
第

八
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
地
方
税
法
第
七

十
四
条
の
十
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
二
項
又
は

第
五
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
に
添
付
す
べ
き
新
規
則

第
十
六
号
の
五
様
式
に
よ
る
書
類
中
「
返
還
の
理
由
及

び
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
」
欄
に
、
当
該
控
除

又
は
還
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
製
造
た
ば
こ
に
つ
い
て

平
成
十
八
年
改
正
法
附
則
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
道
府
県
た
ば
こ
税
が
課
さ
れ
た
、
又
は
課
さ
れ
る
べ

き
で
あ
っ
た
旨
を
証
す
る
に
足
り
る
書
類
に
基
づ
い

て
、
当
該
返
還
に
係
る
製
造
た
ば
こ
の
品
目
ご
と
の
数

量
を
記
載
し
た
上
で
同
様
式
に
よ
る
書
類
を
同
申
告
書

に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
新
規
則
の

規
定
中
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
関
す
る
部
分

は
、
平
成
十
八
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
及

び
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
十
七
年
度
分

ま
で
の
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
二
十
項
第
一
号
及
び
第
二
号

の
規
定
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
（
以
下
「
施
行

日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
取
得
さ
れ
た
同
号
に
規
定
す

る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
対
し
て
課
す
る
平
成
十
九

年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用

し
、
施
行
日
前
に
取
得
さ
れ
た
第
一
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
前
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と

い
う
。
）
附
則
第
六
条
第
二
十
一
項
第
一
号
及
び
第
二

号
に
規
定
す
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
対
し
て
課
す

る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

３
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
八
十
九
項
の
規
定
は
、
施
行

日
以
後
に
取
得
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
償
却
資
産
に

対
し
て
課
す
る
平
成
十
九
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定

資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
取
得
さ
れ
た

旧
規
則
附
則
第
六
条
第
九
十
五
項
に
規
定
す
る
償
却
資

産
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

４
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
九
十
項
第
六
号
の
規
定
は
、

施
行
日
以
後
に
取
得
さ
れ
た
同
号
に
規
定
す
る
設
備
に

対
し
て
課
す
る
平
成
十
九
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定

資
産
税
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

（
固
定
資
産
税
の
課
税
明
細
書
の
記
載
事
項
の
特
例
に

関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
市
町
村
は
、
平
成
十
八
年
度
分
の
固
定
資
産
税

に
限
り
、
地
方
税
法
第
三
百
六
十
四
条
第
三
項
に
規
定

す
る
課
税
明
細
書
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
二

十
五
号
の
二
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
手
持
品
課
税
に
係
る
市
町
村
た
ば
こ
税
の
申
告
方
法

等
）

第
五
条
　
平
成
十
八
年
改
正
法
附
則
第
十
七
条
第
三
項
の

申
告
書
及
び
こ
れ
に
係
る
修
正
申
告
書
の
様
式
は
、
別

記
第
二
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２
　
平
成
十
八
年
改
正
法
附
則
第
十
七
条
第
五
項
の
規
定

に
よ
り
卸
売
販
売
業
者
等
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る

卸
売
販
売
業
者
等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

又
は
小
売
販
売
業
者
が
市
町
村
た
ば
こ
税
に
係
る
地
方

団
体
の
徴
収
金
を
納
付
す
る
と
き
は
、
当
該
地
方
団
体

の
徴
収
金
に
新
規
則
第
三
十
四
号
の
二
の
五
様
式
に
よ

る
納
付
書
を
添
え
て
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
平
成
十
八
年
改
正
法
附
則
第
十
七
条
第
七
項
の
規
定

に
よ
る
控
除
又
は
還
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
卸
売
販
売

業
者
等
は
、
新
規
則
第
十
六
条
の
二
の
五
又
は
第
十
六

条
の
四
の
規
定
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
地
方
税
法
第
四
百

七
十
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
四
項
の
規

定
に
よ
る
申
告
書
に
添
付
す
べ
き
新
規
則
第
十
六
号
の

五
様
式
に
よ
る
書
類
中
「
返
還
の
理
由
及
び
そ
の
他
参

考
と
な
る
べ
き
事
項
」
欄
に
、
当
該
控
除
又
は
還
付
を

受
け
よ
う
と
す
る
製
造
た
ば
こ
に
つ
い
て
平
成
十
八
年

改
正
法
附
則
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村

た
ば
こ
税
が
課
さ
れ
た
、
又
は
課
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ

た
旨
を
証
す
る
に
足
り
る
書
類
に
基
づ
い
て
、
当
該
返

還
に
係
る
製
造
た
ば
こ
の
品
目
ご
と
の
数
量
を
記
載
し

た
上
で
同
様
式
に
よ
る
書
類
を
同
申
告
書
に
添
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
軽
油
引
取
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条
　
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
新
規
則
の

規
定
中
軽
油
引
取
税
に
関
す
る
部
分
は
、
施
行
日
以
後

の
軽
油
の
引
取
り
に
対
し
て
課
す
べ
き
軽
油
引
取
税
に

つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
軽
油
の
引
取
り
に
対
し

て
課
す
る
軽
油
引
取
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

２
　
旧
規
則
第
十
八
条
の
三
第
四
項
（
山
形
空
港
に
関
す

る
部
分
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
は
、

施
行
日
前
に
平
成
十
八
年
改
正
法
第
一
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
前
の
地
方
税
法
（
以
下
「
旧
法
」
と
い
う
。
）

第
七
百
条
の
十
五
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た

免
税
証
に
記
載
さ
れ
た
免
税
軽
油
（
同
条
第
一
項
に
規

定
す
る
免
税
軽
油
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
数
量
に
相
当
す
る
数
量
の
軽
油
を
引
き
渡
し

た
当
該
免
税
証
に
係
る
同
条
第
八
項
に
規
定
す
る
免
税

取
扱
特
別
徴
収
義
務
者
で
あ
る
者
以
外
の
軽
油
の
販
売

業
者
が
施
行
日
以
後
に
お
い
て
当
該
免
税
証
を
当
該
免

税
証
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
免
税
取
扱
特
別
徴
収
義

務
者
で
あ
る
販
売
業
者
に
提
出
し
て
当
該
免
税
証
に
記

載
さ
れ
た
免
税
軽
油
の
数
量
に
相
当
す
る
数
量
の
軽
油

を
引
き
取
る
場
合
に
お
け
る
当
該
軽
油
の
引
取
り
に
対

し
て
課
す
る
軽
油
引
取
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
そ
の
効

力
を
有
す
る
。

３
　
施
行
日
前
に
お
い
て
旧
法
第
七
百
条
の
十
五
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
免
税
証
の
交
付
を
受
け
た
旧
規
則
第
十

八
条
の
三
第
四
項
に
掲
げ
る
旧
法
第
七
百
条
の
十
五
第

一
項
に
規
定
す
る
免
税
軽
油
使
用
者
が
、
施
行
日
に
お

い
て
、
当
該
交
付
を
受
け
た
免
税
証
の
う
ち
当
該
免
税

証
の
交
付
を
行
っ
た
道
府
県
に
係
る
旧
法
第
七
百
条
の

十
一
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
登
録
特
別
徴
収
義
務
者

又
は
当
該
免
税
証
に
係
る
旧
法
第
七
百
条
の
十
五
第
八

項
に
規
定
す
る
免
税
取
扱
特
別
徴
収
義
務
者
で
あ
る
者

以
外
の
軽
油
の
販
売
業
者
に
提
出
し
て
い
な
い
免
税
証
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を
所
持
し
て
い
る
と
き
は
、
当
該
免
税
軽
油
使
用
者

は
、
施
行
日
以
後
速
や
か
に
当
該
免
税
証
を
そ
の
交
付

を
受
け
た
道
府
県
知
事
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
事
業
所
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
七
条
　
新
規
則
の
規
定
中
事
業
所
税
に
関
す
る
部
分

は
、
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
分
の
法
人
の

事
業
及
び
平
成
十
八
年
以
後
の
年
分
の
個
人
の
事
業

（
施
行
日
前
に
廃
止
さ
れ
た
個
人
の
事
業
を
除
く
。
）
に

対
し
て
課
す
べ
き
事
業
所
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行

日
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
分
の
法
人
の
事
業
並
び
に

平
成
十
八
年
前
の
年
分
の
個
人
の
事
業
及
び
平
成
十
八

年
分
の
個
人
の
事
業
で
施
行
日
前
に
廃
止
さ
れ
た
も
の

に
対
し
て
課
す
る
事
業
所
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

別
記
第
一
号
様
式

（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
青
色
）
（
地
方
税
法
施
行

規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
八
年
総
務
省

令
第
六
十
号
）
附
則
第
二
条
関
係
）

（
略
）

別
記
第
二
号
様
式

（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
緑
色
）
（
地
方
税
法
施
行

規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
八
年
総
務
省

令
第
六
十
号
）
附
則
第
五
条
関
係
）

（
略
）

別
記
第
三
号
様
式

（
略
）

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
五
月
二
六
日
総
務
省
令

第
八
七
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
六
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
六
条
第

六
十
四
項
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
後
に

新
設
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
設
備
又
は
施
設
に
対
し

て
課
す
る
平
成
十
九
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産

税
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
新
設
さ
れ
た
改
正
前

の
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
六
条
第
六
十
六
項
に
規

定
す
る
設
備
又
は
施
設
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
五
月
三
〇
日
総
務
省
令

第
九
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た

だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定

め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
二
条
の
三
か
ら
第
二

条
の
五
ま
で
の
改
正
規
定
　
平
成
十
九
年
四
月
一
日

二
　
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
三
条
の
二
の
二
十
五

の
改
正
規
定
　
中
心
市
街
地
に
お
け
る
市
街
地
の
整

備
改
善
及
び
商
業
等
の
活
性
化
の
一
体
的
推
進
に
関

す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
十

八
年
法
律
第
五
十
四
号
）
の
施
行
の
日

（
法
人
の
事
業
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
の
規
定
中
法
人

の
事
業
税
に
関
す
る
部
分
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日

以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
分
の
法
人
の
事
業
税
、
同

日
以
後
に
開
始
す
る
計
算
期
間
分
の
法
人
の
事
業
税
及

び
同
日
以
後
の
解
散
（
合
併
に
よ
る
解
散
を
除
く
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
清
算
所
得
に
対

す
る
法
人
の
事
業
税
（
清
算
所
得
に
対
す
る
事
業
税
を

課
さ
れ
る
法
人
の
清
算
中
の
事
業
年
度
分
の
法
人
の
事

業
税
及
び
残
余
財
産
の
一
部
分
配
に
よ
り
納
付
す
べ
き

法
人
の
事
業
税
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
し
た
事
業

年
度
分
の
法
人
の
事
業
税
、
同
日
前
に
開
始
し
た
計
算

期
間
分
の
法
人
の
事
業
税
及
び
同
日
前
の
解
散
に
よ
る

清
算
所
得
に
対
す
る
法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
六
月
一
四
日
総
務
省
令

第
九
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
一
〇
月
二
六
日
総
務
省

令
第
一
二
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
一
八
年
一
一
月
一
〇
日
総
務
省

令
第
一
三
一
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規

則
第
一
条
の
十
三
第
一
項
及
び
第
二
条
第
一
項
の
規
定

並
び
に
第
一
号
の
三
様
式
、
第
三
号
様
式
、
第
三
号
様

式
別
表
、
第
五
号
の
四
様
式
別
表
及
び
第
五
号
の
十
三

様
式
は
、
平
成
十
九
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
道

府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成

十
八
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村

民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
一
一
月
二
二
日
総
務
省

令
第
一
三
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
出
納
長
及
び
収
入
役
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

十
八
年
法
律
第
五
十
三
号
）
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
出
納
長
又
は
収
入
役
が
な
お
従
前
の
例
に
よ

り
在
職
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
前
の
地
方
自
治
法
施
行
規
則
（
以
下
「
旧
規

則
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
、
別
記
歳

出
予
算
に
係
る
節
の
区
分
の
表
及
び
別
記
予
算
に
関
す

る
説
明
書
様
式
給
与
費
明
細
書
の
１
の
備
考
１
並
び
に

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
施
行
規
則

第
四
号
様
式
及
び
第
四
号
の
二
様
式
は
、
な
お
そ
の
効

力
を
有
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
一
二
月
二
八
日
総
務
省

令
第
一
五
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
一
月
三
一
日
総
務
省
令

第
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
三
月
三
〇
日
総
務
省
令

第
四
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当

該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
附
則
第
十
三
条
の
三
の
改
正
規
定
　
平
成
二
十
年

四
月
一
日

二
　
第
一
条
の
九
第
一
号
、
第
四
条
の
六
並
び
に
第
六

条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
の
改
正
規
定
　
信
託
法

（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
八
号
）
の
施
行
の
日

三
　
附
則
第
十
五
条
の
三
の
改
正
規
定
　
証
券
取
引
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第

六
十
五
号
）
の
施
行
の
日

四
　
附
則
第
三
条
の
二
の
二
十
の
次
に
一
条
を
加
え
る

改
正
規
定
　
都
市
再
生
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
十
九
号
）
の
施

行
の
日

（
所
得
譲
与
税
法
施
行
規
則
の
廃
止
）

第
二
条
　
所
得
譲
与
税
法
施
行
規
則
（
平
成
十
六
年
総
務

省
令
第
百
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

（
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
関
す
る
経

過
措
置
）

第
三
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規

則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
五
号
の
四
様
式

及
び
第
十
七
号
様
式
別
表
は
、
平
成
二
十
年
度
以
後
の

年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ

い
て
適
用
し
、
平
成
十
九
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
道
府

県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

（
自
動
車
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
新
規
則
第
十
六
号
の
九
様
式
は
、
平
成
十
九
年

四
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
の
自

動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
べ
き
自
動
車
取
得
税
に
つ

い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て

課
す
る
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

（
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
四
十
一
項
第
二
号
か
ら

第
四
号
ま
で
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
取
得
さ
れ
た

こ
れ
ら
の
規
定
に
掲
げ
る
機
械
そ
の
他
の
設
備
に
対
し

て
課
す
る
平
成
二
十
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産

税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
取
得
さ
れ
た
こ
の

省
令
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
次
項
に

お
い
て
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
附
則
第
六
条
第
四
十

三
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
規
定
に
掲
げ
る
機
械

そ
の
他
の
設
備
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
施
行
日
前
に
取
得
さ
れ
た
旧
規
則
附
則
第
六
条
第
九

十
七
項
第
四
号
に
規
定
す
る
駐
車
場
及
び
駐
輪
場
並
び

に
駐
車
装
置
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
及
び
都
市

計
画
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
固
定
資
産
税
の
家
屋
課
税
台
帳
及
び
家
屋
補
充
課
税

台
帳
の
様
式
等
の
特
例
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条
　
市
町
村
は
、
平
成
十
九
年
度
分
の
固
定
資
産
税

に
限
り
、
地
方
税
法
第
三
百
四
十
一
条
第
十
二
号
及
び

第
十
三
号
に
規
定
す
る
家
屋
課
税
台
帳
及
び
家
屋
補
充

課
税
台
帳
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
二
十
五
号

様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が

で
き
る
。

２
　
市
町
村
は
、
平
成
十
九
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
限

り
、
地
方
税
法
第
三
百
六
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る

課
税
明
細
書
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
二
十
五

号
の
二
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る

こ
と
が
で
き
る
。

３
　
市
町
村
は
、
平
成
十
九
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
限

り
、
地
方
税
法
第
四
百
九
条
第
四
項
に
規
定
す
る
評
価

調
書
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
三
十
二
号
様
式

に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き

る
。

４
　
市
町
村
は
、
平
成
十
九
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
限

り
、
地
方
税
法
第
四
百
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
家

屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
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三
十
三
号
の
三
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
五
月
二
九
日
総
務
省
令

第
六
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
第
三
条
第
一
項
、
第
五
条
第
一
項
、
第
十
条
第
一

項
及
び
第
十
条
の
二
第
一
項
の
改
正
規
定
は
信
託
法

（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
八
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
六
月
一
九
日
総
務
省
令

第
六
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
建
築
物
の
安
全
性
の
確
保
を
図
る
た

め
の
建
築
基
準
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行

の
日
（
平
成
十
九
年
六
月
二
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
九
月
二
〇
日
総
務
省
令

第
一
〇
四
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規

則
第
一
号
の
三
様
式
及
び
第
三
号
様
式
別
表
は
、
平
成

二
十
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び

市
町
村
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
十
九
年
度
分
ま

で
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
九
月
二
八
日
総
務
省
令

第
一
二
四
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
九
月
三
十
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
証
券
取
引
法
第
二
条
に
規
定
す
る
定
義
に
関
す

る
内
閣
府
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
（
平
成

十
九
年
内
閣
府
令
第
五
十
六
号
。
第
一
号
に
お
い
て

「
改
正
内
閣
府
令
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
適
格
機
関
投
資
家
と
み

な
さ
れ
た
者
の
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法

施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三

条
の
二
の
十
一
第
二
項
及
び
第
三
条
の
二
の
十
三
第
二

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
み
な
さ
れ
た
者

の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め

る
者
と
み
な
す
。

一
　
改
正
内
閣
府
令
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の

証
券
取
引
法
第
二
条
に
規
定
す
る
定
義
に
関
す
る
内

閣
府
令
（
平
成
五
年
大
蔵
省
令
第
十
四
号
。
以
下

「
旧
定
義
内
閣
府
令
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
第

二
十
一
号
又
は
第
二
十
四
号
の
規
定
に
よ
り
届
出
を

行
っ
た
者
　
新
規
則
附
則
第
三
条
の
二
の
十
一
第
二

項
第
五
号
に
掲
げ
る
者

二
　
旧
定
義
内
閣
府
令
第
四
条
第
一
項
第
二
十
二
号
の

規
定
に
よ
り
届
出
を
行
っ
た
者
　
新
規
則
附
則
第
三

条
の
二
の
十
一
第
二
項
第
六
号
に
掲
げ
る
者

第
三
条
　
平
成
十
九
年
九
月
三
十
日
か
ら
平
成
二
十
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
新
規
則
附
則
第
三
条

の
二
の
十
一
第
二
項
第
二
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
同
号
中
「
定
義
内
閣
府
令
第
十
条
第
一
項
第
九
号

に
掲
げ
る
者
（
共
済
水
産
業
協
同
組
合
連
合
会
を
除

く
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
証
券
取
引
法
第
二
条
に
規
定

す
る
定
義
に
関
す
る
内
閣
府
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る

内
閣
府
令
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
五
十
六
号
）
第

一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
証
券
取
引
法
第
二
条
に

規
定
す
る
定
義
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
五
年
大
蔵

省
令
第
十
四
号
）
第
四
条
第
一
項
第
九
号
に
掲
げ
る

者
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
一
〇
月
三
一
日
総
務
省

令
第
一
三
四
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
よ
り
施

行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
二
条
か
ら
第
七
条
ま
で
の

規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
国
民
健
康
保
険
税
の
特
別
徴
収
の
開
始
に
伴
う
経
過

措
置
）

第
二
条
　
地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
平
成
十
九
年
総
務
省
令
第
百
三
十
四
号
）
に
よ
る
改

正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
以
下
「
改
正
省
令
」
と

い
う
。
）
第
二
十
四
条
の
三
十
一
の
規
定
は
、
国
民
健

康
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成

十
九
年
政
令
第
三
百
二
十
四
号
。
次
条
に
お
い
て
「
国

保
令
等
改
正
令
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
条
第
一
項
第

二
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

算
定
し
た
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
三
条
　
改
正
省
令
第
二
十
四
条
の
三
十
二
の
規
定
は
、

国
保
令
等
改
正
令
附
則
第
三
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定

す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
由
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
四
条
　
改
正
省
令
第
二
十
四
条
の
三
十
三
の
規
定
は
、

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八

年
法
律
第
八
十
三
号
。
以
下
「
健
康
保
険
法
等
改
正

法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
四
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て

読
み
替
え
て
準
用
す
る
健
康
保
険
法
等
改
正
法
第
十
六

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
（
以
下
「
新
地

方
税
法
」
と
い
う
。
）
第
七
百
十
八
条
の
三
第
一
項
に

規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
準
用
す

る
。

第
五
条
　
改
正
省
令
第
二
十
四
条
の
三
十
五
の
規
定
は
、

健
康
保
険
法
等
改
正
法
附
則
第
四
十
五
条
第
三
項
に
お

い
て
準
用
す
る
新
地
方
税
法
第
七
百
十
八
条
の
五
第
一

項
に
規
定
す
る
そ
の
他
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
に
つ

い
て
準
用
す
る
。

第
六
条
　
改
正
省
令
第
二
十
四
条
の
三
十
六
の
規
定
は
、

健
康
保
険
法
等
改
正
法
附
則
第
四
十
五
条
第
三
項
に
お

い
て
準
用
す
る
新
地
方
税
法
第
七
百
十
八
条
の
五
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
か
ら
当
該
特
別
徴
収
対
象
被

保
険
者
に
係
る
老
齢
等
年
金
給
付
の
支
払
を
す
る
者

（
次
条
に
お
い
て
「
年
金
保
険
者
」
と
い
う
。
）
へ
の
通

知
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
七
条
　
改
正
省
令
第
二
十
四
条
の
三
十
八
の
規
定
は
、

健
康
保
険
法
等
改
正
法
附
則
第
四
十
五
条
第
三
項
に
お

い
て
準
用
す
る
新
地
方
税
法
第
七
百
十
八
条
の
九
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
年
金
保
険
者
が
特
別
徴
収
対
象
保
険

税
額
の
納
入
の
義
務
を
負
わ
な
く
な
る
事
由
等
に
つ
い

て
準
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
月
三
一
日
総
務
省
令

第
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
四
月
三
〇
日
総
務
省
令

第
五
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た

だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定

め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
第
十
八
条
の
二
の

二
の
改
正
規
定
　
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
月
を

経
過
し
た
日

二
　
第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
第
一
条
の
十
第
二

項
の
改
正
規
定
（
「
商
工
組
合
中
央
金
庫
」
を
「
株

式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
」
に
改
め
る
部
分
に
限

る
。
）
、
同
規
則
第
十
六
条
の
十
二
第
二
項
の
改
正
規

定
及
び
同
規
則
第
二
十
四
条
の
十
二
の
改
正
規
定

（
「
大
規
模
野
菜
低
温
貯
蔵
庫
及
び
」
を
削
る
部
分
を

除
く
。
）
並
び
に
附
則
第
六
条
の
規
定
　
平
成
二
十

年
十
月
一
日

三
　
第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
二
条
の
三

の
改
正
規
定
　
平
成
二
十
一
年
一
月
一
日

四
　
第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
第
一
条
の
十
二
の

二
、
第
一
条
の
十
二
の
三
及
び
第
一
条
の
十
五
の
改

正
規
定
、
同
規
則
第
二
条
第
一
項
の
表
の
改
正
規

定
、
同
条
第
二
項
の
改
正
規
定
、
同
規
則
第
二
条
の

二
第
一
項
の
表
の
改
正
規
定
、
第
二
条
の
六
及
び
第

九
条
の
四
の
改
正
規
定
並
び
に
同
規
則
第
九
条
の
五

の
次
に
三
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
二

条
第
三
項
の
規
定
　
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日

五
　
第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
十
七
条
第

二
項
の
改
正
規
定
（
「
附
則
第
三
十
五
条
の
二
の
六

第
四
項
若
し
く
は
第
十
項
」
を
「
附
則
第
三
十
五
条

の
二
の
六
第
八
項
若
し
く
は
第
十
八
項
」
に
改
め
る

部
分
に
限
る
。
）
及
び
同
規
則
附
則
第
十
九
条
の
改

正
規
定
　
平
成
二
十
二
年
一
月
一
日

六
　
第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
第
二
条
の
三
並
び

に
同
規
則
附
則
第
十
五
条
の
二
及
び
第
十
五
条
の
三

の
改
正
規
定
並
び
に
同
規
則
附
則
第
十
七
条
第
二
項

の
改
正
規
定
（
「
附
則
第
三
十
五
条
の
二
の
三
第
一

項
」
を
「
附
則
第
三
十
五
条
の
二
の
四
第
一
項
」
に

改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
　
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日

七
　
第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
第
七
条
の
三
の
三

第
二
項
及
び
第
二
十
四
条
の
七
の
改
正
規
定
並
び
に

同
規
則
附
則
第
三
条
の
二
の
二
十
二
の
次
に
四
条
を

加
え
る
改
正
規
定
（
第
三
条
の
二
の
二
十
六
に
係
る

部
分
に
限
る
。
）
、
同
規
則
附
則
第
六
条
に
四
項
を
加

え
る
改
正
規
定
（
同
条
第
九
十
九
項
に
係
る
部
分
に

限
る
。
）
及
び
同
規
則
附
則
に
一
条
を
加
え
る
改
正

規
定
並
び
に
附
則
第
三
条
第
二
項
の
規
定
　
一
般
社

団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
八
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二

十
年
十
二
月
一
日
）

八
　
第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
六
条
に
四

項
を
加
え
る
改
正
規
定
（
同
条
第
九
十
七
項
に
係
る

部
分
に
限
る
。
）
　
地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再

生
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

二
十
年
法
律
第
四
十
九
号
）
の
施
行
の
日

（
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
関
す
る
経

過
措
置
）

第
二
条
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施

行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
十

三
第
一
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
年
度
以
後
の
年
度
分

の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
適

用
し
、
平
成
十
九
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
道
府
県
民
税

及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

２
　
新
規
則
第
一
条
の
十
五
の
規
定
は
、
個
人
の
道
府
県

民
税
及
び
市
町
村
民
税
の
納
税
義
務
者
が
平
成
二
十
年

四
月
一
日
以
後
に
支
払
う
べ
き
地
方
税
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
二
十
一
号
。
以

下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
後
の
地
方
税
法
第
三
十
四
条
第
五
号
の
三
に
規
定
す

る
掛
金
に
係
る
同
号
に
規
定
す
る
損
害
保
険
契
約
等
に

つ
い
て
適
用
し
、
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
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税
の
納
税
義
務
者
が
同
日
前
に
支
払
う
べ
き
改
正
法
第

一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
（
以
下
「
旧

法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
四
条
第
五
号
の
三
に
規
定
す

る
掛
金
に
係
る
同
号
に
規
定
す
る
損
害
保
険
契
約
等
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
新
規
則
第
五
号
の
五
の
二
様
式
は
、
平
成
二
十
一
年

度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村

民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
二
十
年
度
分
ま
で
の
個

人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４
　
改
正
法
附
則
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ

の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
旧
法
附
則
第
三
十
五

条
の
三
の
規
定
に
基
づ
く
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

前
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い

う
。
）
附
則
第
二
十
条
第
九
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
の

規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

（
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
新
規
則
の

規
定
中
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
部
分
は
、
平
成
二
十

年
四
月
一
日
以
後
の
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
べ

き
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
の
不
動

産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律

及
び
公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に

関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関

す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
五
十
号
）
第
三
十
八

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法

律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
法
人
に
よ
る
不
動
産

の
取
得
で
あ
っ
て
附
則
第
一
条
第
七
号
に
定
め
る
日
前

に
行
わ
れ
た
も
の
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平

成
十
九
年
総
務
省
令
第
百
二
十
四
号
）
附
則
第
二
条
の

規
定
に
よ
り
旧
規
則
附
則
第
三
条
の
二
の
十
一
第
二
項

第
五
号
又
は
第
六
号
に
掲
げ
る
者
と
み
な
さ
れ
た
者
の

新
規
則
附
則
第
三
条
の
二
の
十
二
第
二
項
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
当
該
み
な
さ
れ
た
者
の
次
の
各
号
に

掲
げ
る
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
者
と
み
な

す
。

一
　
旧
規
則
附
則
第
三
条
の
二
の
十
一
第
二
項
第
五
号

に
掲
げ
る
者
と
み
な
さ
れ
た
者
　
新
規
則
附
則
第
三

条
の
二
の
十
二
第
二
項
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
者

二
　
旧
規
則
附
則
第
三
条
の
二
の
十
一
第
二
項
第
六
号

に
掲
げ
る
者
と
み
な
さ
れ
た
者
　
新
規
則
附
則
第
三

条
の
二
の
十
二
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者

（
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
十
三
項
の
規
定
は
、
平

成
二
十
年
四
月
一
日
以
後
に
取
得
さ
れ
た
同
項
に
規
定

す
る
施
設
に
対
し
て
課
す
べ
き
平
成
二
十
一
年
度
以
後

の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前

に
取
得
さ
れ
た
旧
規
則
第
六
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る

施
設
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
三
十
六
項
の
規
定
は
、
平
成

二
十
年
四
月
一
日
以
後
に
同
項
に
規
定
す
る
政
府
の
補

助
を
受
け
て
取
得
さ
れ
た
償
却
資
産
に
対
し
て
課
す
べ

き
平
成
二
十
一
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に

つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
旧
規
則
附
則
第
六
条
第
三

十
九
項
に
規
定
す
る
政
府
の
補
助
を
受
け
て
取
得
さ
れ

た
償
却
資
産
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
四
十
一
項
の
規
定
は
、
平
成

二
十
年
四
月
一
日
以
後
に
取
得
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す

る
機
械
そ
の
他
の
設
備
に
対
し
て
課
す
べ
き
平
成
二
十

一
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用

し
、
同
日
前
に
取
得
さ
れ
た
旧
規
則
附
則
第
六
条
第
四

十
九
項
に
規
定
す
る
機
械
そ
の
他
の
設
備
に
対
し
て
課

す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

４
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
六
十
九
項
の
規
定
は
、
平
成

二
十
年
四
月
一
日
以
後
に
同
項
に
規
定
す
る
政
府
の
補

助
を
受
け
て
取
得
さ
れ
た
償
却
資
産
に
対
し
て
課
す
べ

き
平
成
二
十
一
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に

つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
旧
規
則
附
則
第
六
条
第
八

十
項
に
規
定
す
る
政
府
の
補
助
を
受
け
て
取
得
さ
れ
た

償
却
資
産
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

５
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
七
十
三
項
の
規
定
は
、
平
成

二
十
年
四
月
一
日
以
後
に
取
得
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す

る
施
設
に
対
し
て
課
す
べ
き
平
成
二
十
一
年
度
以
後
の

年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に

取
得
さ
れ
た
旧
規
則
附
則
第
六
条
第
八
十
四
項
に
規
定

す
る
施
設
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

６
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
七
十
四
項
の
規
定
は
、
平
成

二
十
年
四
月
一
日
以
後
に
取
得
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す

る
設
備
を
設
置
す
る
た
め
の
事
業
に
よ
り
取
得
さ
れ
た

停
車
場
建
物
等
に
対
し
て
課
す
べ
き
平
成
二
十
一
年
度

以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
つ

い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
取
得
さ
れ
た
旧
規
則
附
則
第

六
条
第
八
十
五
項
に
規
定
す
る
設
備
を
設
置
す
る
た
め

の
事
業
に
よ
り
取
得
さ
れ
た
停
車
場
建
物
等
に
対
し
て

課
す
る
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

７
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
八
十
七
項
の
規
定
は
、
平
成

二
十
年
四
月
一
日
以
後
に
同
項
に
規
定
す
る
政
府
の
補

助
を
受
け
て
取
得
さ
れ
た
家
屋
及
び
償
却
資
産
に
対
し

て
課
す
べ
き
平
成
二
十
一
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定

資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
旧
規
則
附
則
第

六
条
第
九
十
八
項
に
規
定
す
る
政
府
の
補
助
を
受
け
て

取
得
さ
れ
た
家
屋
及
び
償
却
資
産
に
対
し
て
課
す
る
固

定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

８
　
市
町
村
は
、
平
成
二
十
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
限

り
、
地
方
税
法
第
三
百
四
十
一
条
第
十
四
号
に
規
定
す

る
償
却
資
産
課
税
台
帳
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
二
十

六
号
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ

と
が
で
き
る
。

９
　
地
方
税
法
第
三
百
八
十
三
条
（
同
法
第
七
百
四
十
五

条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
っ
て
市
町
村
長
（
同
項
に
お
い
て
同
法
第
三
百

八
十
三
条
を
準
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
道
府
県
知

事
）
に
提
出
す
べ
き
償
却
資
産
に
係
る
申
告
書
の
様
式

に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の

間
、
新
規
則
第
二
十
六
号
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

10
　
地
方
税
法
第
三
百
九
十
四
条
の
規
定
に
よ
っ
て
道
府

県
知
事
又
は
総
務
大
臣
に
提
出
す
べ
き
固
定
資
産
に
係

る
申
告
書
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
年
十
二
月

三
十
一
日
ま
で
の
間
、
新
規
則
第
三
十
号
様
式
に
か
か

わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

11
　
市
町
村
は
、
平
成
二
十
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
限

り
、
地
方
税
法
第
四
百
九
条
第
四
項
に
規
定
す
る
評
価

調
書
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
三
十
三
号
様
式

に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
自
動
車
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条
　
新
規
則
第
十
六
号
の
九
様
式
は
、
こ
の
省
令
の

施
行
の
日
の
翌
日
以
後
の
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課

す
べ
き
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
の

自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
取
得
税
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
事
業
所
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条
　
旧
規
則
第
二
十
四
条
の
十
二
に
規
定
す
る
資
金

（
農
林
漁
業
金
融
公
庫
、
日
本
政
策
投
資
銀
行
又
は
国

民
生
活
金
融
公
庫
の
資
金
に
限
る
。
）
の
貸
付
け
を
受

け
て
設
置
さ
れ
た
施
設
に
係
る
事
業
所
等
（
地
方
税
法

第
七
百
一
条
の
三
十
一
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
事

業
所
等
を
い
う
。
）
に
お
い
て
行
う
事
業
に
対
し
て
課

す
る
事
業
所
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
五
月
二
六
日
総
務
省
令

第
六
四
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た

だ
し
、
第
二
条
及
び
附
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
は
平

成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施

行
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る

事
業
年
度
に
係
る
法
人
の
事
業
税
及
び
同
日
以
後
の
解

散
（
合
併
に
よ
る
解
散
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ

る
清
算
所
得
に
対
す
る
事
業
税
（
清
算
所
得
に
対
す
る

事
業
税
を
課
さ
れ
る
法
人
の
清
算
中
の
事
業
年
度
に
係

る
法
人
の
事
業
税
及
び
残
余
財
産
の
一
部
の
分
配
又
は

引
渡
し
に
よ
り
納
付
す
べ
き
法
人
の
事
業
税
を
含
む
。

以
下
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
同

日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
に
係
る
法
人
の
事
業
税
及

び
同
日
前
の
解
散
に
よ
る
清
算
所
得
に
対
す
る
事
業
税

（
清
算
所
得
に
対
す
る
事
業
税
を
課
さ
れ
る
法
人
の
清

算
中
の
事
業
年
度
に
係
る
法
人
の
事
業
税
及
び
残
余
財

産
の
一
部
分
配
に
よ
り
納
付
す
べ
き
法
人
の
事
業
税
を

含
む
。
）
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規

則
は
、
平
成
二
十
年
十
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業

年
度
に
係
る
法
人
の
事
業
税
及
び
同
日
以
後
の
解
散
に

よ
る
清
算
所
得
に
対
す
る
法
人
の
事
業
税
並
び
に
こ
れ

ら
と
併
せ
て
賦
課
さ
れ
又
は
申
告
さ
れ
る
地
方
法
人
特

別
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年

度
に
係
る
法
人
の
事
業
税
及
び
同
日
前
の
解
散
に
よ
る

清
算
所
得
に
対
す
る
事
業
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
六
月
一
八
日
総
務
省
令

第
七
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
九
月
二
六
日
総
務
省
令

第
一
〇
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
一
月
二
七
日
総
務
省

令
第
一
二
二
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
十
二
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。
た
だ
し
、
地
方
税
法
施
行
規
則
第
二
条
第

一
項
及
び
第
九
条
の
六
の
改
正
規
定
並
び
に
第
一
号
の

三
様
式
、
第
三
号
様
式
、
同
様
式
別
表
及
び
第
五
号
の

十
三
様
式
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日

か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規

則
の
規
定
は
、
平
成
二
十
一
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個

人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
適
用
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し
、
平
成
二
十
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及

び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
一
月
二
八
日
総
務
省

令
第
一
二
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
一

年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
二
月
一
〇
日
総
務
省

令
第
一
四
一
号
）
　
抄

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
統
計
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二

十
一
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
一
月
二
七
日
総
務
省
令

第
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
二
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
一
年
三
月
三
一
日
総
務
省
令

第
三
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、

当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
十
三
条
の

三
の
改
正
規
定
　
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日

二
　
第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
三
条
の
二

の
二
十
（
見
出
し
を
含
む
。
）
の
改
正
規
定
、
同
規

則
附
則
第
三
条
の
二
の
二
十
一
（
見
出
し
を
含
む
。
）

の
改
正
規
定
、
同
規
則
附
則
第
三
条
の
二
の
二
十
二

（
見
出
し
を
含
む
。
）
の
改
正
規
定
、
同
規
則
附
則
第

三
条
の
二
の
二
十
三
（
見
出
し
を
含
む
。
）
の
改
正

規
定
、
同
規
則
附
則
第
三
条
の
二
の
二
十
四
（
見
出

し
を
含
む
。
）
の
改
正
規
定
、
同
規
則
附
則
第
三
条

の
二
の
二
十
六
（
見
出
し
を
含
む
。
）
の
改
正
規
定

並
び
に
同
規
則
附
則
第
四
条
及
び
第
八
条
第
一
号
か

ら
第
三
号
ま
で
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
十
二
条

の
規
定
（
総
務
省
関
係
法
令
に
係
る
行
政
手
続
等
に

お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施

行
規
則
（
平
成
十
五
年
総
務
省
令
第
四
十
八
号
）
別

表
地
方
税
法
施
行
令
の
項
の
改
正
規
定
（
「
第
十
二

項
」
を
「
第
十
三
項
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）

に
限
る
。
）
　
農
地
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
五
十
七
号
）
の
施
行
の
日

三
　
第
二
条
の
規
定
　
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進

に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
八
十
七
号
）

の
施
行
の
日

（
自
動
車
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

二
十
一
年
法
律
第
九
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）

附
則
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ

と
と
さ
れ
る
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
第
一
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
以
下
「
旧
規

則
」
と
い
う
。
）
第
十
七
条
の
十
四
第
一
項
（
同
条
第

四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

よ
り
減
額
す
る
場
合
に
お
い
て
、
平
成
二
十
一
年
八
月

以
後
に
到
来
す
る
交
付
時
期
に
お
い
て
交
付
す
べ
き
額

か
ら
当
該
減
額
す
る
額
を
差
し
引
い
た
額
が
零
を
下
回

る
と
き
は
、
当
該
下
回
る
額
は
、
当
該
交
付
時
期
に
お

い
て
、
改
正
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方

税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
百

四
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
交
付

す
べ
き
自
動
車
取
得
税
額
か
ら
控
除
す
る
も
の
と
す

る
。

（
軽
油
引
取
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
さ
れ
て
い
る
旧
規

則
第
十
八
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
製
造
等
の

承
認
の
申
請
は
、
新
規
則
第
八
条
の
四
十
二
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
製
造
等
の
承
認
の
申
請
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
さ
れ
て
い
る
旧
規
則
第

十
八
条
の
十
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
譲
渡
の
承
認
の

申
請
は
、
新
規
則
第
八
条
の
四
十
二
第
三
項
の
規
定
に

よ
る
譲
渡
の
承
認
の
申
請
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
さ
れ
て
い
る
旧
規
則
第

十
八
条
の
十
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
消
費
の
承
認
の

申
請
は
、
新
規
則
第
八
条
の
四
十
二
第
四
項
の
規
定
に

よ
る
消
費
の
承
認
の
申
請
と
み
な
す
。

４
　
改
正
法
附
則
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
軽
油
引
取
税
に
つ
い
て
旧
規
則

第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
減
額
す
る
場
合
に
お
い

て
、
平
成
二
十
一
年
八
月
以
後
に
到
来
す
る
交
付
時
期

に
お
い
て
交
付
す
べ
き
額
か
ら
当
該
減
額
す
る
額
を
差

し
引
い
た
額
が
零
を
下
回
る
と
き
は
、
当
該
下
回
る
額

は
、
当
該
交
付
時
期
に
お
い
て
、
新
規
則
第
八
条
の
五

十
五
の
規
定
に
よ
っ
て
交
付
す
べ
き
軽
油
引
取
税
額
か

ら
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。

５
　
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
六
月

三
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
新
規
則
附
則
第
四
条
の
五
第

十
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
「
静
岡
空
港
、
中

部
国
際
空
港
」
と
あ
る
の
は
「
中
部
国
際
空
港
」
と
す

る
。

６
　
旧
規
則
第
三
十
五
号
様
式
か
ら
第
四
十
三
号
の
十
八

様
式
ま
で
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の

間
、
そ
れ
ぞ
れ
新
規
則
第
十
六
号
の
十
様
式
か
ら
第
十

六
号
の
四
十
二
様
式
と
み
な
す
。

（
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
四
十
三
項
の
規
定
は
、

施
行
日
以
後
に
新
た
に
取
得
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る

償
却
資
産
に
対
し
て
課
す
べ
き
平
成
二
十
二
年
度
以
後

の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日

前
に
新
た
に
取
得
さ
れ
た
旧
規
則
附
則
第
六
条
第
四
十

四
項
に
規
定
す
る
償
却
資
産
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資

産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
四
十
五
項
の
規
定
は
、
施
行

日
以
後
に
新
設
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
設
備
に
対
し

て
課
す
べ
き
平
成
二
十
二
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定

資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
新
設
さ
れ
た

旧
規
則
附
則
第
六
条
第
四
十
六
項
に
規
定
す
る
設
備
に

対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

３
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
六
十
三
項
の
規
定
は
、
施
行

日
以
後
に
新
造
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
内
航
船
舶
に

対
し
て
課
す
べ
き
平
成
二
十
二
年
度
以
後
の
年
度
分
の

固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
新
造
さ

れ
た
旧
規
則
附
則
第
六
条
第
六
十
四
項
に
規
定
す
る
内

航
船
舶
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
七
十
六
項
の
規
定
は
、
施
行

日
以
後
に
新
た
に
製
造
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
車
両

に
対
し
て
課
す
べ
き
平
成
二
十
二
年
度
以
後
の
年
度
分

の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
新
た

に
製
造
さ
れ
た
旧
規
則
附
則
第
六
条
第
七
十
九
項
に
規

定
す
る
車
両
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

５
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
七
十
九
項
の
規
定
は
、
施
行

日
以
後
に
新
た
に
取
得
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
家
屋

及
び
償
却
資
産
に
対
し
て
課
す
べ
き
平
成
二
十
二
年
度

以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
つ

い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
新
た
に
取
得
さ
れ
た
旧
規

則
附
則
第
六
条
第
八
十
二
項
に
規
定
す
る
家
屋
及
び
償

却
資
産
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画

税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
六
月
五
日
総
務
省
令
第

五
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
八
月
二
四
日
総
務
省
令

第
八
三
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た

だ
し
、
附
則
第
十
八
条
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
二

年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
事
業
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規

則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
中
法
人
の
事
業
税
に
関
す
る

部
分
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る

事
業
年
度
に
係
る
法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
適
用
し
、

同
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
に
係
る
法
人
の
事
業
税

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
新
規
則
の
規
定
中
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市

町
村
民
税
に
関
す
る
部
分
は
、
平
成
二
十
二
年
度
以
後

の
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に

つ
い
て
適
用
し
、
平
成
二
十
一
年
度
分
ま
で
の
個
人
の

道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
一
一
月
一
三
日
総
務
省

令
第
一
一
一
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施

行
規
則
の
規
定
は
、
平
成
二
十
二
年
度
以
後
の
年
度
分

の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
適

用
し
、
平
成
二
十
一
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
道
府
県
民

税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
一
年
一
二
月
二
八
日
総
務
省

令
第
一
二
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
二
年
三
月
三
一
日
総
務
省
令

第
二
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、

当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
三
条
の
四
の
二
第
二
項
第
二
号
の
改
正
規
定

（
「
条
約
相
手
国
」
を
「
条
約
相
手
国
等
」
に
改
め
る

部
分
に
限
る
。
）
、
第
三
条
の
四
の
四
第
二
項
第
二
号

の
改
正
規
定
、
第
五
条
の
三
第
二
項
、
第
五
条
の
五

第
二
項
及
び
第
十
条
の
二
の
七
第
二
項
第
二
号
の
改

正
規
定
（
「
条
約
相
手
国
」
を
「
条
約
相
手
国
等
」

に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
第
十
条
の
二
の

八
第
二
項
第
二
号
の
改
正
規
定
　
平
成
二
十
二
年
六

月
一
日

二
　
第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
六
条
第
三

十
八
項
の
改
正
規
定
（
「
附
則
第
十
一
条
第
十
八
項
」

を
「
附
則
第
十
一
条
第
十
二
項
」
に
改
め
る
部
分
及

び
同
項
を
同
条
第
二
十
六
項
と
す
る
部
分
を
除
く
。
）

及
び
附
則
第
五
条
第
三
項
の
規
定
　
平
成
二
十
二
年

七
月
一
日

三
　
第
一
条
の
四
第
二
項
、
第
三
条
第
一
項
、
第
三
条

の
二
の
二
、
第
三
条
の
三
及
び
第
三
条
の
三
の
二
の
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改
正
規
定
、
第
三
条
の
三
の
三
の
改
正
規
定
（
同
条

第
一
項
の
改
正
規
定
（
「
第
二
条
第
十
二
号
の
七
の

五
」
を
「
第
二
条
第
十
二
号
の
七
の
七
」
に
改
め
る

部
分
に
限
る
。
）
を
除
く
。
）
、
第
三
条
の
四
の
二
第

二
項
第
二
号
の
改
正
規
定
（
「
条
約
相
手
国
」
を

「
条
約
相
手
国
等
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第

三
条
の
六
第
一
項
、
第
四
条
の
三
の
二
第
一
項
、
第

四
条
の
四
及
び
第
五
条
第
一
項
の
改
正
規
定
、
第
五

条
の
三
の
改
正
規
定
（
同
条
第
二
項
の
改
正
規
定

（
「
条
約
相
手
国
」
を
「
条
約
相
手
国
等
」
に
改
め
る

部
分
に
限
る
。
）
を
除
く
。
）
、
第
五
条
の
四
第
二
項

第
二
号
の
改
正
規
定
、
第
五
条
の
五
の
改
正
規
定

（
同
条
第
二
項
の
改
正
規
定
（
「
条
約
相
手
国
」
を

「
条
約
相
手
国
等
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
を
除

く
。
）
、
第
五
条
の
六
第
二
項
、
第
六
条
の
二
第
四

項
、
第
八
条
の
二
十
九
、
第
十
条
第
一
項
、
第
十
条

の
二
第
一
項
及
び
第
十
条
の
二
の
五
の
改
正
規
定
、

第
十
条
の
二
の
七
第
二
項
第
二
号
の
改
正
規
定
（

「
条
約
相
手
国
」
を
「
条
約
相
手
国
等
」
に
改
め
る

部
分
を
除
く
。
）
並
び
に
次
条
、
附
則
第
四
条
第
一

項
及
び
第
六
条
の
規
定
並
び
に
附
則
第
七
条
の
規
定

（
別
表
地
方
税
法
施
行
令
の
項
中
「
、
第
十
二
条
の

二
第
二
十
八
項
」
を
「
、
第
十
二
条
の
二
第
十
六

項
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
　
平
成
二
十
二
年
十

月
一
日

四
　
第
二
条
の
五
を
第
二
条
の
五
の
二
と
し
、
第
二
条

の
四
を
第
二
条
の
五
と
し
、
第
二
条
の
三
の
二
の
次

に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
七
条
の
二
の
十
五

を
第
七
条
の
二
の
十
六
と
し
、
第
七
条
の
二
の
十
四

を
第
七
条
の
二
の
十
五
と
し
、
第
七
条
の
二
の
十
三

を
第
七
条
の
二
の
十
四
と
す
る
改
正
規
定
、
第
七
条

の
二
の
十
二
の
改
正
規
定
、
同
条
を
第
七
条
の
二
の

十
三
と
す
る
改
正
規
定
、
第
七
条
の
二
の
十
一
を
第

七
条
の
二
の
十
二
と
し
、
第
七
条
の
二
の
十
を
第
七

条
の
二
の
十
一
と
し
、
第
七
条
の
二
の
九
を
第
七
条

の
二
の
十
と
す
る
改
正
規
定
、
第
七
条
の
二
の
八
第

二
号
の
改
正
規
定
、
同
条
を
第
七
条
の
二
の
九
と
す

る
改
正
規
定
、
第
七
条
の
二
の
七
を
第
七
条
の
二
の

八
と
し
、
第
七
条
の
二
の
四
か
ら
第
七
条
の
六
ま
で

を
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ
る
改
正
規
定
、
第
七
条
の
二

の
三
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
改
正
規
定
、
同

条
を
第
七
条
の
二
の
四
と
す
る
改
正
規
定
、
第
七
条

の
二
の
二
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
十

条
の
二
の
十
を
第
十
条
の
二
の
十
一
と
し
、
第
十
条

の
二
の
九
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
十

五
条
の
四
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
十

六
条
の
二
十
三
の
三
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規

定
、
第
二
十
四
条
の
二
十
二
か
ら
第
二
十
四
条
の
二

十
五
ま
で
の
改
正
規
定
並
び
に
第
二
十
四
条
の
二
十

六
を
削
り
、
第
二
十
四
条
の
二
十
七
を
第
二
十
四
条

の
二
十
六
と
し
、
同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正

規
定
並
び
に
第
五
号
の
十
四
様
式
の
改
正
規
定
　
平

成
二
十
三
年
一
月
一
日

五
　
第
一
条
の
十
四
及
び
第
一
条
の
十
五
の
改
正
規

定
　
平
成
二
十
五
年
一
月
一
日

（
手
持
品
課
税
に
係
る
道
府
県
た
ば
こ
税
の
申
告
方
法

等
）

第
二
条
　
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

二
十
二
年
法
律
第
四
号
。
以
下
「
平
成
二
十
二
年
改
正

法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

申
告
書
及
び
こ
れ
に
係
る
修
正
申
告
書
の
様
式
は
、
別

記
第
一
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２
　
平
成
二
十
二
年
改
正
法
附
則
第
六
条
第
五
項
の
規
定

に
よ
り
卸
売
販
売
業
者
等
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る

卸
売
販
売
業
者
等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

又
は
小
売
販
売
業
者
が
道
府
県
た
ば
こ
税
に
係
る
地
方

団
体
の
徴
収
金
を
納
付
す
る
と
き
は
、
当
該
地
方
団
体

の
徴
収
金
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施

行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
六
号
の

四
様
式
に
よ
る
納
付
書
を
添
え
て
納
付
す
る
も
の
と
す

る
。

３
　
平
成
二
十
二
年
改
正
法
附
則
第
六
条
第
七
項
の
規
定

に
よ
る
控
除
又
は
還
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
卸
売
販
売

業
者
等
は
、
新
規
則
第
八
条
の
六
、
第
八
条
の
七
又
は

第
八
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
地
方
税
法
第

七
十
四
条
の
十
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
二
項
又

は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
に
添
付
す
べ
き
新
規

則
第
十
六
号
の
五
様
式
に
よ
る
書
類
中
「
返
還
の
理
由

及
び
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
」
欄
に
、
当
該
控

除
又
は
還
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
製
造
た
ば
こ
に
つ
い

て
平
成
二
十
二
年
改
正
法
附
則
第
六
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
道
府
県
た
ば
こ
税
が
課
さ
れ
た
、
又
は
課
さ
れ

る
べ
き
で
あ
っ
た
旨
を
証
す
る
に
足
り
る
書
類
に
基
づ

い
て
、
当
該
返
還
に
係
る
製
造
た
ば
こ
の
品
目
ご
と
の

数
量
を
記
載
し
た
上
で
同
様
式
に
よ
る
書
類
を
同
申
告

書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
自
動
車
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
新
規
則
第
十
六
号
の
九
様
式
は
、
施
行
日
以
後

の
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
べ
き
自
動
車
取
得
税

に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
自
動
車
の
取
得
に
対

し
て
課
す
る
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

（
軽
油
引
取
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
新
規
則
の
規
定
中
軽
油
引
取
税
に
関
す
る
部
分

は
、
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
以
後
に
行
わ
れ
る
新
規

則
第
八
条
の
二
十
九
第
三
項
に
規
定
す
る
分
割
等
（
同

項
に
規
定
す
る
現
物
分
配
の
う
ち
、
残
余
財
産
の
分
配

に
あ
っ
て
は
同
日
以
後
の
解
散
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）

に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
行
わ
れ
た
こ
の
省
令
に

よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
次
項
及
び
次
条

に
お
い
て
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
第
八
条
の
二
十
九

第
三
項
に
規
定
す
る
分
割
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

２
　
旧
規
則
第
十
六
号
の
十
様
式
は
、
平
成
二
十
三
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
新
規
則
第
十
六
号
の
十
様
式

と
み
な
す
。

（
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
十
六
項
の
規
定
は
、
施

行
日
以
後
に
取
得
さ
れ
る
同
項
に
規
定
す
る
産
業
廃
棄

物
処
理
施
設
に
対
し
て
課
す
べ
き
平
成
二
十
三
年
度
以

後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行

日
前
に
取
得
さ
れ
た
旧
規
則
附
則
第
六
条
第
十
九
項
に

規
定
す
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
対
し
て
課
す
る
固

定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
二
十
項
の
規
定
は
、
平
成
二

十
二
年
度
以
後
の
年
度
に
お
い
て
固
定
資
産
税
が
課
さ

れ
る
こ
と
と
な
る
同
項
に
規
定
す
る
航
空
機
に
対
し
て

課
す
る
平
成
二
十
二
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産

税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
十
六
年
度
か
ら
平
成
二
十

一
年
度
ま
で
の
間
に
お
い
て
新
た
に
固
定
資
産
税
が
課

さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
旧
規
則
附
則
第
六
条
第
三
十
二

項
に
規
定
す
る
航
空
機
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
二
十
六
項
の
規
定
は
、
施
行

日
以
後
に
取
得
さ
れ
る
同
項
に
規
定
す
る
家
屋
に
対
し

て
課
す
べ
き
平
成
二
十
三
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定

資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
取
得
さ
れ
た

旧
規
則
附
則
第
六
条
第
三
十
八
項
に
規
定
す
る
家
屋
に

対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

４
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
二
十
九
項
の
規
定
は
、
施
行

日
以
後
に
新
た
に
取
得
さ
れ
る
同
項
に
規
定
す
る
機
械

そ
の
他
の
設
備
に
対
し
て
課
す
べ
き
平
成
二
十
三
年
度

以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施

行
日
前
に
新
た
に
取
得
さ
れ
た
旧
規
則
附
則
第
六
条
第

四
十
一
項
に
規
定
す
る
機
械
そ
の
他
の
設
備
に
対
し
て

課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。

５
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
四
十
九
項
の
規
定
は
、
施
行

日
以
後
に
同
項
に
規
定
す
る
政
府
の
補
助
を
受
け
て
取

得
さ
れ
る
償
却
資
産
に
対
し
て
課
す
べ
き
平
成
二
十
三

年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用

し
、
施
行
日
前
に
旧
規
則
附
則
第
六
条
第
六
十
七
項
に

規
定
す
る
政
府
の
補
助
を
受
け
て
取
得
さ
れ
た
償
却
資

産
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

６
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
六
十
四
項
及
び
第
六
十
五
項

の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
新
設
さ
れ
る
同
項
に
規
定

す
る
設
備
に
対
し
て
課
す
べ
き
平
成
二
十
三
年
度
以
後

の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日

前
に
新
設
さ
れ
た
旧
規
則
附
則
第
六
条
第
八
十
四
項
及

び
第
八
十
五
項
に
規
定
す
る
設
備
に
対
し
て
課
す
る
固

定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

７
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
七
十
項
の
規
定
は
、
施
行
日

以
後
に
同
項
に
規
定
す
る
政
府
の
補
助
を
受
け
て
取
得

さ
れ
る
家
屋
又
は
償
却
資
産
に
対
し
て
課
す
べ
き
平
成

二
十
三
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
及
び
都
市

計
画
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
旧
規
則
附
則

第
六
条
第
九
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
九
十

項
に
規
定
す
る
政
府
の
補
助
を
受
け
て
取
得
さ
れ
た
家

屋
又
は
償
却
資
産
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
及
び

都
市
計
画
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
手
持
品
課
税
に
係
る
市
町
村
た
ば
こ
税
の
申
告
方
法

等
）

第
六
条
　
平
成
二
十
二
年
改
正
法
附
則
第
十
二
条
第
三
項

の
申
告
書
及
び
こ
れ
に
係
る
修
正
申
告
書
の
様
式
は
、

別
記
第
二
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２
　
平
成
二
十
二
年
改
正
法
附
則
第
十
二
条
第
五
項
の
規

定
に
よ
り
卸
売
販
売
業
者
等
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す

る
卸
売
販
売
業
者
等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

又
は
小
売
販
売
業
者
が
市
町
村
た
ば
こ
税
に
係
る
地
方

団
体
の
徴
収
金
を
納
付
す
る
と
き
は
、
当
該
地
方
団
体

の
徴
収
金
に
新
規
則
第
三
十
四
号
の
二
の
五
様
式
に
よ

る
納
付
書
を
添
え
て
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
平
成
二
十
二
年
改
正
法
附
則
第
十
二
条
第
七
項
の
規

定
に
よ
る
控
除
又
は
還
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
卸
売
販

売
業
者
等
は
、
新
規
則
第
十
六
条
の
二
の
五
又
は
第
十

六
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
地
方
税
法
第
四

百
七
十
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
四
項
の

規
定
に
よ
る
申
告
書
に
添
付
す
べ
き
新
規
則
第
十
六
号

の
五
様
式
に
よ
る
書
類
中
「
返
還
の
理
由
及
び
そ
の
他

参
考
と
な
る
べ
き
事
項
」
欄
に
、
当
該
控
除
又
は
還
付

を
受
け
よ
う
と
す
る
製
造
た
ば
こ
に
つ
い
て
平
成
二
十

二
年
改
正
法
附
則
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
市

町
村
た
ば
こ
税
が
課
さ
れ
た
、
又
は
課
さ
れ
る
べ
き
で

あ
っ
た
旨
を
証
す
る
に
足
り
る
書
類
に
基
づ
い
て
、
当

該
返
還
に
係
る
製
造
た
ば
こ
の
品
目
ご
と
の
数
量
を
記

載
し
た
上
で
同
様
式
に
よ
る
書
類
を
同
申
告
書
に
添
付

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

184



別
記
第
一
号
様
式

（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
青
色
）
（
地
方
税
法
施
行

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
二
年
総
務
省

令
第
二
十
七
号
）
附
則
第
二
条
関
係
）

（
略
）

別
記
第
二
号
様
式

（
用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
・
緑
色
）
（
地
方
税
法
施
行

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
二
年
総
務
省

令
第
二
十
七
号
）
附
則
第
六
条
関
係
）

（
略
）

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
八
月
二
三
日
総
務
省
令

第
八
一
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た

だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定

め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
六
号
様
式
記
載
要
領
の
改
正
規
定
（
同
様
式
記

載
要
領
１
５
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
同
様
式
別
表

一
記
載
要
領
、
同
様
式
別
表
二
記
載
要
領
、
同
様
式

別
表
二
の
二
記
載
要
領
、
同
様
式
別
表
二
の
三
記
載

要
領
、
同
様
式
別
表
三
記
載
要
領
、
同
様
式
別
表
三

の
二
記
載
要
領
及
び
同
様
式
別
表
四
記
載
要
領
の
改

正
規
定
、
同
様
式
別
表
四
の
二
の
二
記
載
要
領
の
改

正
規
定
（
同
様
式
記
載
要
領
６
中
「
（
別
表
６
（
２

の
２
）
）
の
「
当
期
の
控
除
対
象
外
国
法
人
税
額
又

は
個
別
控
除
対
象
外
国
法
人
税
額
（
２
６
）
」
を
「

（
別
表
６
（
２
の
２
）
）
の
「
当
期
の
控
除
対
象
外
国

法
人
税
額
又
は
個
別
控
除
対
象
外
国
法
人
税
額
（
２

４
）
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
、
同
様
式
別
表
四

の
二
の
三
記
載
要
領
の
改
正
規
定
（
同
様
式
記
載
要

領
５
中
「
（
別
表
６
（
２
の
２
）
）
の
「
当
期
の
控
除

対
象
外
国
法
人
税
額
又
は
個
別
控
除
対
象
外
国
法
人

税
額
（
２
６
）
」
を
「
（
別
表
６
（
２
の
２
）
）
の

「
当
期
の
控
除
対
象
外
国
法
人
税
額
又
は
個
別
控
除

対
象
外
国
法
人
税
額
（
２
４
）
」
に
改
め
る
部
分
を

除
く
。
）
、
同
様
式
別
表
四
の
二
の
四
記
載
要
領
、
同

様
式
別
表
四
の
二
の
五
記
載
要
領
、
同
様
式
別
表
四

の
二
の
六
記
載
要
領
、
同
様
式
別
表
四
の
二
の
七
記

載
要
領
、
同
様
式
別
表
四
の
四
記
載
要
領
、
同
様
式

別
表
五
の
二
の
四
記
載
要
領
、
同
様
式
別
表
九
記
載

要
領
、
同
様
式
別
表
十
記
載
要
領
、
同
様
式
別
表
十

二
の
表
及
び
同
様
式
別
表
十
二
記
載
要
領
並
び
に
同

様
式
別
表
十
三
の
表
及
び
同
様
式
別
表
十
三
記
載
要

領
の
改
正
規
定
、
同
様
式
別
表
十
三
の
次
に
一
表
を

加
え
る
改
正
規
定
、
第
八
号
様
式
の
表
及
び
同
様
式

記
載
要
領
、
第
九
号
様
式
記
載
要
領
、
第
九
号
の
二

様
式
記
載
要
領
、
第
十
号
様
式
の
表
、
第
十
号
の
三

様
式
記
載
要
領
、
第
十
号
の
四
様
式
記
載
要
領
、
第

十
二
号
様
式
記
載
要
領
、
第
十
三
号
様
式
記
載
要

領
、
第
十
三
号
の
二
様
式
記
載
要
領
、
第
二
十
号
様

式
の
表
及
び
同
様
式
記
載
要
領
、
同
様
式
別
表
一
記

載
要
領
、
同
様
式
別
表
二
記
載
要
領
、
同
様
式
別
表

二
の
二
記
載
要
領
、
同
様
式
別
表
二
の
三
記
載
要

領
、
同
様
式
別
表
三
記
載
要
領
並
び
に
同
様
式
別
表

四
記
載
要
領
の
改
正
規
定
、
同
様
式
別
表
四
の
二
の

二
記
載
要
領
の
改
正
規
定
（
同
様
式
記
載
要
領
６
中

「
（
別
表
６
（
２
の
２
）
）
の
「
当
期
の
控
除
対
象
外

国
法
人
税
額
又
は
個
別
控
除
対
象
外
国
法
人
税
額

（
２
６
）
」
を
「
（
別
表
６
（
２
の
２
）
）
の
「
当
期
の

控
除
対
象
外
国
法
人
税
額
又
は
個
別
控
除
対
象
外
国

法
人
税
額
（
２
４
）
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
、

同
様
式
別
表
四
の
二
の
三
記
載
要
領
の
改
正
規
定

（
同
様
式
記
載
要
領
５
中
「
（
別
表
６
（
２
の
２
）
）

の
「
当
期
の
控
除
対
象
外
国
法
人
税
額
又
は
個
別
控

除
対
象
外
国
法
人
税
額
（
２
６
）
」
を
「
（
別
表
６

（
２
の
２
）
）
の
「
当
期
の
控
除
対
象
外
国
法
人
税
額

又
は
個
別
控
除
対
象
外
国
法
人
税
額
（
２
４
）
」
に

改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
並
び
に
同
様
式
別
表
四
の

二
の
四
記
載
要
領
、
同
様
式
別
表
四
の
二
の
五
記
載

要
領
、
第
二
十
一
号
様
式
記
載
要
領
及
び
第
二
十
二

号
様
式
記
載
要
領
の
改
正
規
定
　
平
成
二
十
二
年
十

月
一
日

二
　
第
二
条
の
三
の
二
を
第
二
条
の
三
の
八
と
し
、
第

二
条
の
三
の
次
に
六
条
を
加
え
る
改
正
規
定
　
平
成

二
十
三
年
一
月
一
日

三
　
第
二
条
の
三
第
二
項
の
改
正
規
定
（
同
項
第
二
号

の
改
正
規
定
を
除
く
。
）
　
平
成
二
十
四
年
一
月
一
日

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規

則
第
五
号
の
四
様
式
は
、
平
成
二
十
三
年
度
以
後
の
年

度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い

て
適
用
し
、
平
成
二
十
二
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
道
府

県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
一
二
月
二
八
日
総
務
省

令
第
一
一
四
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
附

則
第
七
条
第
五
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
三
年
度
以
後

の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
こ
の
省

令
に
よ
る
改
正
前
の
同
項
に
規
定
す
る
政
府
の
補
助
を

受
け
て
新
築
さ
れ
た
貸
家
住
宅
に
対
し
て
課
す
る
固
定

資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
三
月
三
〇
日
総
務
省
令

第
二
三
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
号
の
七
様
式
及
び
第
十
七

号
の
二
様
式
別
表
の
改
正
規
定
並
び
に
次
条
第
一
項
の

規
定
は
、
平
成
二
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
関
す
る
経

過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規

則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
五
号
の
七
様
式

及
び
第
十
七
号
の
二
様
式
別
表
は
、
平
成
二
十
四
年
度

以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民

税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
二
十
三
年
度
分
ま
で
の
個

人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
規
則
第
十
七
号
様
式
別
表
は
、
平
成
二
十
四
年
度

以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民

税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
二
十
三
年
度
分
ま
で
の
個

人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
平
成
二

十
四
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税

に
係
る
給
与
支
払
報
告
書
の
様
式
を
こ
の
省
令
に
よ
る

改
正
前
の
地
方
税
法
施
行
規
則
第
十
七
号
様
式
別
表
に

よ
る
こ
と
に
つ
き
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
き

は
、
新
規
則
第
十
七
号
様
式
別
表
に
準
じ
て
記
載
し
た

当
該
給
与
支
払
報
告
書
を
も
っ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と

が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
四
月
二
七
日
総
務
省
令

第
四
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
六
月
三
〇
日
総
務
省
令

第
九
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た

だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定

め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
一
条
の
十
五
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定

並
び
に
第
二
条
第
二
項
及
び
第
二
条
の
二
の
改
正
規

定
並
び
に
第
五
号
の
四
様
式
及
び
第
五
号
の
五
の
二

様
式
の
改
正
規
定
、
同
様
式
の
次
に
一
様
式
を
加
え

る
改
正
規
定
並
び
に
第
十
七
号
の
二
様
式
別
表
、
第

二
十
五
号
様
式
、
第
三
十
二
号
様
式
及
び
第
三
十
三

号
の
三
様
式
の
改
正
規
定
並
び
に
次
条
の
規
定
及
び

附
則
第
五
条
の
規
定
（
総
務
省
関
係
法
令
に
係
る
行

政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関

す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
総
務
省
令
第
四

十
八
号
）
別
表
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第

二
百
二
十
六
号
）
の
項
の
改
正
規
定
（
「
附
則
第
三

十
五
条
の
三
第
六
項
に
お
い
て
」
の
下
に
「
、
第
四

十
五
条
の
二
第
五
項
に
つ
い
て
は
第
七
百
三
十
四
条

第
三
項
に
お
い
て
」
を
加
え
、
「
第
三
百
十
七
条
の

二
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
」
を
「
第
三
百
十
七
条

の
二
第
一
項
か
ら
第
六
項
ま
で
」
に
改
め
、
「
第
三

百
十
七
条
の
二
第
五
項
」
の
下
に
「
及
び
第
六
項
」

を
加
え
る
部
分
に
限
る
。
）
に
限
る
。
）
　
平
成
二
十

四
年
一
月
一
日

二
　
第
三
号
様
式
別
表
の
改
正
規
定
　
平
成
二
十
四
年

四
月
一
日

三
　
第
十
六
条
の
十
第
二
項
第
四
号
の
改
正
規
定
　
放

送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年

法
律
第
六
十
五
号
）
の
施
行
の
日

四
　
附
則
第
六
条
第
七
十
三
項
の
改
正
規
定
（
同
項
を

同
条
第
五
十
四
項
と
す
る
部
分
を
除
く
。
）
　
電
気
通

信
基
盤
充
実
臨
時
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
五
十
九
号
）
の
施
行
の
日

五
　
附
則
第
六
条
第
五
十
九
項
の
改
正
規
定
（
「
附
則

第
十
一
条
第
四
十
二
項
」
を
「
附
則
第
十
一
条
第
三

十
項
」
に
改
め
る
部
分
及
び
同
項
を
同
条
第
四
十
六

項
と
す
る
部
分
を
除
く
。
）
　
都
市
再
生
特
別
措
置
法

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第

二
十
四
号
）
の
施
行
の
日

六
　
附
則
第
三
条
の
二
の
二
十
を
附
則
第
三
条
の
二
の

十
六
と
し
、
同
条
の
次
に
三
条
を
加
え
る
改
正
規
定

（
附
則
第
三
条
の
二
の
十
七
及
び
第
三
条
の
二
の
十

八
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
附
則
第
七
条
の
改

正
規
定
並
び
に
附
則
第
四
条
第
三
項
の
規
定
　
高
齢

者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
三
十
二

号
）
の
施
行
の
日

七
　
第
十
六
条
の
二
十
二
第
一
項
第
三
号
の
改
正
規
定

及
び
附
則
第
六
条
に
四
項
を
加
え
る
改
正
規
定
（
同

条
第
五
十
八
項
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
　
港
湾
法
及

び
特
定
外
貿
埠
頭
の
管
理
運
営
に
関
す
る
法
律
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
九

号
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行

の
日

（
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
関
す
る
経

過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規

則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
号
様
式
別
表
、

第
五
号
の
四
様
式
、
第
五
号
の
五
の
二
様
式
及
び
第
十

七
号
の
二
様
式
別
表
は
、
平
成
二
十
四
年
度
以
後
の
年

度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
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て
適
用
し
、
平
成
二
十
三
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
道
府

県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

（
自
動
車
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
新
規
則
第
十
六
号
の
九
様
式
は
、
こ
の
省
令
の

施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
の
自

動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
べ
き
自
動
車
取
得
税
に
つ

い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て

課
す
る
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

（
固
定
資
産
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
施
行
日
か
ら
附
則
第
一
条
第
三
号
に
定
め
る
日

の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
新
規
則
附
則
第
六
条
第
二

十
六
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
第
九

十
一
条
第
二
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
条
の
二

第
二
項
第
二
号
」
と
、
「
基
幹
放
送
事
業
者
」
と
あ
る

の
は
「
放
送
事
業
者
」
と
す
る
。

２
　
施
行
日
か
ら
附
則
第
一
条
第
四
号
に
定
め
る
日
の
前

日
ま
で
の
間
に
お
け
る
新
規
則
附
則
第
六
条
第
五
十
四

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
附
則
第
十

五
条
第
四
十
四
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
附
則
第
十
五
条

第
三
十
三
項
」
と
す
る
。

３
　
附
則
第
一
条
第
六
号
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
る
改
正
後

の
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
七
条
第
五
項
の
規
定

は
、
同
号
に
定
め
る
日
以
後
に
新
築
さ
れ
る
貸
家
住
宅

に
対
し
て
課
す
べ
き
平
成
二
十
四
年
度
以
後
の
年
度
分

の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
号
に
定
め
る
日

の
前
日
ま
で
に
新
築
さ
れ
た
貸
家
住
宅
に
対
し
て
課
す

る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
七
月
二
九
日
総
務
省
令

第
一
〇
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条
　
経
済
セ
ン
サ
ス
基
礎
調
査
規
則
に
よ
っ
て
調
査

し
た
平
成
二
十
一
年
七
月
一
日
現
在
に
お
け
る
従
業
者

数
が
公
表
さ
れ
た
日
（
以
下
「
公
表
日
」
と
い
う
。
）

の
前
日
ま
で
に
あ
っ
た
都
道
府
県
の
境
界
変
更
に
対
す

る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規

則
（
以
下
「
新
地
方
税
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第

七
条
の
二
の
九
、
第
七
条
の
二
の
十
及
び
第
七
条
の
二

の
十
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
新
地
方
税
法
施

行
規
則
第
七
条
の
二
の
九
第
二
号
中
「
に
よ
つ
て
調
査

し
た
平
成
二
十
一
年
七
月
一
日
現
在
に
お
け
る
」
と
あ

る
の
は
、
「
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
事

業
所
・
企
業
統
計
調
査
規
則
（
昭
和
五
十
六
年
総
理
府

令
第
二
十
六
号
）
に
よ
つ
て
調
査
し
た
当
該
境
界
変
更

の
あ
つ
た
時
に
お
け
る

近
の
」
と
す
る
。

２
　
平
成
二
十
一
年
七
月
二
日
か
ら
公
表
日
の
前
日
ま
で

の
間
に
そ
の
境
界
に
変
更
が
あ
っ
た
都
道
府
県
に
対
す

る
新
地
方
税
法
施
行
規
則
第
七
条
の
二
の
十
二
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
当
該
従
業
者
数
が
公

表
さ
れ
た
後
」
と
あ
る
の
は
、
「
同
年
七
月
二
日
以
後
」

と
す
る
。

３
　
平
成
二
十
一
年
七
月
二
日
か
ら
公
表
日
の
前
日
ま
で

の
間
に
廃
置
分
合
若
し
く
は
境
界
変
更
が
あ
っ
た
市
町

村
又
は
境
界
が
確
定
し
た
市
町
村
に
対
す
る
新
地
方
税

法
施
行
規
則
第
七
条
の
二
の
十
五
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
道
府
県
知
事
が
必
要
と
認
め
る
場
合
に
限

り
、
同
条
中
「
当
該
従
業
者
数
が
公
表
さ
れ
た
後
」
と

あ
る
の
は
、
「
同
年
七
月
二
日
以
後
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
七
月
二
九
日
総
務
省
令

第
一
一
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
総
合
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年

法
律
第
八
十
一
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
七
月
二
九
日
総
務
省
令

第
一
一
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
三
年
八
月
一
日
）
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
八
月
一
二
日
総
務
省
令

第
一
一
八
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
一
日
に
お
け
る
警
戒
区
域

設
定
指
示
区
域
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
一
日
に
お
け
る
地
方

税
法
附
則
第
五
十
一
条
第
四
項
に
規
定
す
る
警
戒
区
域

設
定
指
示
区
域
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
警
戒
区
域

設
定
指
示
区
域
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
同
年
三
月
十

二
日
に
お
い
て
同
法
附
則
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
第

二
号
に
掲
げ
る
指
示
（
避
難
の
た
め
の
立
退
き
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
の
対
象
区
域
で
あ
っ
た
区
域
は
、
地

方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
二
十
二
条
の
三
、
第
二
十
三

条
、
第
二
十
三
条
の
二
、
第
二
十
四
条
第
十
一
項
及
び

第
十
二
項
並
び
に
第
二
十
五
条
第
四
項
か
ら
第
九
項
ま

で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
年
三
月
十
一
日
か

ら
警
戒
区
域
設
定
指
示
区
域
で
あ
っ
た
も
の
と
み
な

す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

同
令
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
同
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

附

則

第

二

十

二

条
の
三

法
附
則
第
五
十

一
条
第
四
項
又

は
第
五
項
の
規

定
の
適
用
を
受

け
よ
う
と
す
る

場
合
　
次
に

東
日
本
大
震
災
に
お
け
る
原

子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
る

災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
地

方
税
法
及
び
東
日
本
大
震
災

に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の

財
政
援
助
及
び
助
成
に
関
す

る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律

第
九
十
六
号
。
以
下
「
地
方

税
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）

附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法

附
則
第
五
十
一
条
第
四
項
又

は
第
五
項
の
規
定
の
適
用
を

受
け
よ
う
と
す
る
場
合
　
次

に

法
附
則
第
五
十

一
条
第
四
項
に

規
定
す
る

地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第

二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第

五
十
一
条
第
四
項
に
規
定
す

る

同
条
第
四
項
又

は
第
五
項
に
規

定
す
る
警
戒
区

域
設
定
指
示
が

行
わ
れ
た
日

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日

政
令
附
則
第
三

十
一
条
第
四
項

第
二
号
か
ら
第

四
号
ま
で

地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
を

改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十

三
年
政
令
第
二
百
五
十
八
号
。

以
下
「
改
正
令
」
と
い
う
。
）

附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
政

令
附
則
第
三
十
一
条
第
四
項

第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で

法
附
則
第
五
十

一
条
第
四
項
又

は
第
五
項
の
規

定
の
適
用
を
受

け
よ
う
と
す
る

場
合
に
あ
つ
て

は

地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第

二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第

五
十
一
条
第
四
項
又
は
第
五

項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ

う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は

政
令
附
則
第
三

十
一
条
第
五
項

第
三
号

改
正
令
附
則
第
三
条
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ

れ
る
政
令
附
則
第
三
十
一
条

第
五
項
第
三
号

法
附
則
第
五
十

一
条
第
五
項

地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第

二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第

五
十
一
条
第
五
項

政
令
附
則
第
三

十
一
条
第
五
項

第
一
号

改
正
令
附
則
第
三
条
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ

れ
る
政
令
附
則
第
三
十
一
条

第
五
項
第
一
号

附

則

第

二

十

三

条

第

一

項

東
日
本
大
震
災

に
お
け
る
原
子

力
発
電
所
の
事

故
に
よ
る
災
害

に
対
処
す
る
た

め
の
地
方
税
法

及
び
東
日
本
大

震
災
に
対
処
す

る
た
め
の
特
別

の
財
政
援
助
及

び
助
成
に
関
す

る
法
律
の
一
部

を
改
正
す
る
法

律
（
平
成
二
十

三
年
法
律
第
九

十
六
号
。
以
下

「
地
方
税
法
等
改

正
法
」
と
い
う

。
）

地
方
税
法
等
改
正
法

附

則

第

二

十

三

条

第

二

項

政
令
附
則
第
三

十
二
条
第
三
項

又
は
第
四
項

改
正
令
附
則
第
三
条
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ

れ
る
政
令
附
則
第
三
十
二
条

第
三
項
又
は
第
四
項

法
附
則
第
五
十

二
条
第
二
項
又

は
第
三
項

地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第

二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第

五
十
二
条
第
二
項
又
は
第
三

項

法
附
則
第
五
十

二
条
第
二
項
に

規
定
す
る

地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第

二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第

五
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す

る

同
項
各
号
又
は

第
三
項
に
規
定

す
る
警
戒
区
域

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
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設
定
指
示
が
行

わ
れ
た
日

法
附
則
第
五
十

二
条
第
二
項
各

号
又
は
第
三
項

に
規
定
す
る
警

戒
区
域
設
定
指

示
が
行
わ
れ
た

日

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日

法
附
則
第
五
十

二
条
第
二
項
第

二
号
に
掲
げ
る

地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第

二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第

五
十
二
条
第
二
項
第
二
号
に

掲
げ
る

法
附
則
第
五
十

二
条
第
二
項
第

三
号

地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第

二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第

五
十
二
条
第
二
項
第
三
号

法
附
則
第
五
十

二
条
第
二
項
第

二
号
イ
若
し
く

は
第
三
号
イ

地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第

二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第

五
十
二
条
第
二
項
第
二
号
イ

若
し
く
は
第
三
号
イ

政
令
附
則
第
三

十
二
条
の
二
第

二
項

改
正
令
附
則
第
三
条
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ

れ
る
政
令
附
則
第
三
十
二
条

の
二
第
二
項

法
附
則
第
五
十

四
条
第
七
項

地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第

二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第

五
十
四
条
第
七
項

政
令
附
則
第
三

十
四
条
第
十
項

改
正
令
附
則
第
三
条
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ

れ
る
政
令
附
則
第
三
十
四
条

第
十
項

法
附
則
第
五
十

七
条
第
十
三
項

地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第

二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第

五
十
七
条
第
十
三
項

政
令
附
則
第
三

十
二
条
第
三
項

第
二
号
及
び
第

三
号
又
は
同
条

第
四
項
第
二
号

及
び
第
三
号

改
正
令
附
則
第
三
条
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ

れ
る
政
令
附
則
第
三
十
二
条

第
三
項
第
二
号
及
び
第
三
号

又
は
同
条
第
四
項
第
二
号
及

び
第
三
号

附

則

第

二

十

三

条

の

二

第
一
項

法
附
則
第
五
十

二
条
第
三
項
に

規
定
す
る
警
戒

区
域
設
定
指
示

が
行
わ
れ
た
日

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日

法
附
則
第
五
十

四
条
第
三
項

地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第

二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第

五
十
四
条
第
三
項

法
附
則
第
五
十

二
条
第
二
項
第

二
号
に
掲
げ
る

地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第

二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第

五
十
二
条
第
二
項
第
二
号
に

掲
げ
る

法
附
則
第
五
十

二
条
第
二
項
第

三
号

地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第

二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第

五
十
二
条
第
二
項
第
三
号

法
附
則
第
五
十

二
条
第
二
項
第

二
号
イ
若
し
く

は
第
三
号
イ

地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第

二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第

五
十
二
条
第
二
項
第
二
号
イ

若
し
く
は
第
三
号
イ

法
附
則
第
五
十

二
条
第
三
項
の

規
定

地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第

二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第

五
十
二
条
第
三
項
の
規
定

政
令
附
則
第
三

十
二
条
第
四
項

第
二
号
及
び
第

三
号

改
正
令
附
則
第
三
条
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ

れ
る
政
令
附
則
第
三
十
二
条

第
四
項
第
二
号
及
び
第
三
号

附

則

第

二

十

三

条

の

二

第
二
項

法
附
則
第
五
十

四
条
第
七
項
に

規
定
す
る
警
戒

区
域
設
定
指
示

が
行
わ
れ
た
日

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日

法
附
則
第
五
十

二
条
第
二
項
第

二
号
に
掲
げ
る

地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第

二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第

五
十
二
条
第
二
項
第
二
号
に

掲
げ
る

法
附
則
第
五
十

二
条
第
二
項
第

三
号

地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第

二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第

五
十
二
条
第
二
項
第
三
号

法
附
則
第
五
十

二
条
第
二
項
第

二
号
イ
若
し
く

は
第
三
号
イ

地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第

二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第

五
十
二
条
第
二
項
第
二
号
イ

若
し
く
は
第
三
号
イ

法
附
則
第
五
十

四
条
第
七
項
に

規
定
す
る
対
象

区
域
内
自
動
車

地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第

二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第

五
十
四
条
第
七
項
に
規
定
す

る
対
象
区
域
内
自
動
車

附

則

第

二

十

四

条

第

十

一
項

同
条
第
二
十
三

項
第
一
号

改
正
令
附
則
第
三
条
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ

れ
る
政
令
附
則
第
三
十
三
条

第
二
十
三
項
第
一
号

附

則

第

二

十

四

条

第

十

二
項

法
附
則
第
五
十

六
条
第
十
三
項

地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第

二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第

五
十
六
条
第
十
三
項

同
項
に
規
定
す

る
警
戒
区
域
設

定
指
示
が
行
わ

れ
た
日

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日

政
令
附
則
第
三

十
三
条
第
二
十

項
第
一
号

改
正
令
附
則
第
三
条
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ

れ
る
政
令
附
則
第
三
十
三
条

第
二
十
項
第
一
号

政
令
附
則
第
三

十
三
条
第
二
十

項
第
二
号
か
ら

第
四
号
ま
で

改
正
令
附
則
第
三
条
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ

れ
る
政
令
附
則
第
三
十
三
条

第
二
十
項
第
二
号
か
ら
第
四

号
ま
で

政
令
附
則
第
三

十
三
条
第
二
十

項
第
三
号

改
正
令
附
則
第
三
条
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ

れ
る
政
令
附
則
第
三
十
三
条

第
二
十
項
第
三
号

法
附
則
第
五
十

六
条
第
十
四
項

又
は
第
十
五
項

地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第

二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第

五
十
六
条
第
十
四
項
又
は
第

十
五
項

法
附
則
第
五
十

六
条
第
十
五
項

地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第

二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第

五
十
六
条
第
十
五
項

同
条
第
十
四
項

に
規
定
す
る
警

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日

戒
区
域
設
定
指

示
が
行
わ
れ
た

日同
項
に
規
定
す

る
警
戒
区
域
設

定
指
示
区
域
内

に
所
有
し
て
い

た
旨
を
証
す
る

同
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る

警
戒
区
域
設
定
指
示
区
域
内

に
所
有
し
て
い
た
旨
を
証
す

る

同
条
第
十
五
項

に
規
定
す
る
警

戒
区
域
設
定
指

示
が
行
わ
れ
た

日

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日

同
項
に
規
定
す

る
警
戒
区
域
設

定
指
示
区
域
内

に
所
有
し
て
い

た
旨
を
約
す
る

同
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る

警
戒
区
域
設
定
指
示
区
域
内

に
所
有
し
て
い
た
旨
を
約
す

る

政
令
附
則
第
三

十
三
条
第
二
十

三
項
第
二
号
か

ら
第
四
号
ま
で

改
正
令
附
則
第
三
条
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ

れ
る
政
令
附
則
第
三
十
三
条

第
二
十
三
項
第
二
号
か
ら
第

四
号
ま
で

附

則

第

二

十

五

条

第

四

項

政
令
附
則
第
三

十
二
条
第
三
項

又
は
第
四
項

改
正
令
附
則
第
三
条
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ

れ
る
政
令
附
則
第
三
十
二
条

第
三
項
又
は
第
四
項

法
附
則
第
五
十

七
条
第
四
項
又

は
第
五
項

地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第

二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第

五
十
七
条
第
四
項
又
は
第
五

項

法
附
則
第
五
十

二
条
第
二
項
各

号
又
は
第
三
項

に
規
定
す
る
警

戒
区
域
設
定
指

示
が
行
わ
れ
た

日

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日

法
附
則
第
五
十

二
条
第
二
項
第

二
号
に
掲
げ
る

地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第

二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第

五
十
二
条
第
二
項
第
二
号
に

掲
げ
る
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法
附
則
第
五
十

二
条
第
二
項
第

三
号

地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第

二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第

五
十
二
条
第
二
項
第
三
号

法
附
則
第
五
十

二
条
第
二
項
第

二
号
イ
若
し
く

は
第
三
号
イ

地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第

二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第

五
十
二
条
第
二
項
第
二
号
イ

若
し
く
は
第
三
号
イ

法
附
則
第
五
十

二
条
第
二
項
又

は
第
三
項

地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第

二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第

五
十
二
条
第
二
項
又
は
第
三

項

政
令
附
則
第
三

十
二
条
の
二
第

二
項

改
正
令
附
則
第
三
条
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ

れ
る
政
令
附
則
第
三
十
二
条

の
二
第
二
項

法
附
則
第
五
十

四
条
第
七
項

地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第

二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第

五
十
四
条
第
七
項

政
令
附
則
第
三

十
四
条
第
十
項

改
正
令
附
則
第
三
条
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ

れ
る
政
令
附
則
第
三
十
四
条

第
十
項

法
附
則
第
五
十

七
条
第
十
三
項

地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第

二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第

五
十
七
条
第
十
三
項

法
附
則
第
五
十

二
条
第
二
項
第

二
号
イ
に
規
定

す
る

地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第

二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第

五
十
二
条
第
二
項
第
二
号
イ

に
規
定
す
る

政
令
附
則
第
三

十
二
条
第
三
項

第
二
号
及
び
第

三
号
又
は
第
四

項
第
二
号
及
び

第
三
号

改
正
令
附
則
第
三
条
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ

れ
る
政
令
附
則
第
三
十
二
条

第
三
項
第
二
号
及
び
第
三
号

又
は
第
四
項
第
二
号
及
び
第

三
号

附

則

第

二

十

五

条

第

五

項

政
令
附
則
第
三

十
四
条
第
四
項

又
は
第
五
項

改
正
令
附
則
第
三
条
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ

れ
る
政
令
附
則
第
三
十
四
条

第
四
項
又
は
第
五
項

法
附
則
第
五
十

七
条
第
六
項
又

は
第
七
項

地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第

二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第

五
十
七
条
第
六
項
又
は
第
七

項

法
附
則
第
五
十

七
条
第
六
項
に

規
定
す
る

地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第

二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第

五
十
七
条
第
六
項
に
規
定
す

る

同
条
第
六
項
各

号
又
は
第
七
項

に
規
定
す
る
警

戒
区
域
設
定
指

示
が
行
わ
れ
た

日

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日

法
附
則
第
五
十

七
条
第
六
項
各

号
又
は
第
七
項

に
規
定
す
る
警

戒
区
域
設
定
指

示
が
行
わ
れ
た

日

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日

法
附
則
第
五
十

七
条
第
六
項
第

二
号

地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第

二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第

五
十
七
条
第
六
項
第
二
号

法
附
則
第
五
十

七
条
第
六
項
第

三
号

地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第

二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第

五
十
七
条
第
六
項
第
三
号

法
附
則
第
五
十

七
条
第
六
項
第

一
号

地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第

二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第

五
十
七
条
第
六
項
第
一
号

政
令
附
則
第
三

十
四
条
第
十
項

改
正
令
附
則
第
三
条
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ

れ
る
政
令
附
則
第
三
十
四
条

第
十
項

法
附
則
第
五
十

七
条
第
十
三
項

地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第

二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第

五
十
七
条
第
十
三
項

政
令
附
則
第
三

十
四
条
第
四
項

第
二
号
及
び
第

改
正
令
附
則
第
三
条
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ

れ
る
政
令
附
則
第
三
十
四
条

三
号
又
は
第
五

項
第
二
号
及
び

第
三
号

第
四
項
第
二
号
及
び
第
三
号

又
は
第
五
項
第
二
号
及
び
第

三
号

附

則

第

二

十

五

条

第

六

項

政
令
附
則
第
三

十
四
条
第
七
項

又
は
第
八
項

改
正
令
附
則
第
三
条
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ

れ
る
政
令
附
則
第
三
十
四
条

第
七
項
又
は
第
八
項

法
附
則
第
五
十

七
条
第
八
項
又

は
第
九
項

地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第

二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第

五
十
七
条
第
八
項
又
は
第
九

項

法
附
則
第
五
十

七
条
第
八
項
に

規
定
す
る

地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第

二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第

五
十
七
条
第
八
項
に
規
定
す

る

同
条
第
八
項
各

号
又
は
第
九
項

に
規
定
す
る
警

戒
区
域
設
定
指

示
が
行
わ
れ
た

日

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日

法
附
則
第
五
十

七
条
第
八
項
各

号
又
は
第
九
項

に
規
定
す
る
警

戒
区
域
設
定
指

示
が
行
わ
れ
た

日

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日

法
附
則
第
五
十

七
条
第
八
項
第

二
号

地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第

二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第

五
十
七
条
第
八
項
第
二
号

法
附
則
第
五
十

七
条
第
八
項
第

三
号

地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第

二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第

五
十
七
条
第
八
項
第
三
号

法
附
則
第
五
十

七
条
第
八
項
第

一
号

地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第

二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第

五
十
七
条
第
八
項
第
一
号

政
令
附
則
第
三

十
四
条
第
十
項

改
正
令
附
則
第
三
条
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ

れ
る
政
令
附
則
第
三
十
四
条

第
十
項

法
附
則
第
五
十

七
条
第
十
三
項

地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第

二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第

五
十
七
条
第
十
三
項

政
令
附
則
第
三

十
四
条
第
七
項

第
二
号
及
び
第

三
号
又
は
第
八

項
第
二
号
及
び

第
三
号

改
正
令
附
則
第
三
条
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ

れ
る
政
令
附
則
第
三
十
四
条

第
七
項
第
二
号
及
び
第
三
号

又
は
第
八
項
第
二
号
及
び
第

三
号

附

則

第

二

十

五

条

第

七

項

法
附
則
第
五
十

七
条
第
十
三
項

に
規
定
す
る
対

象
区
域
内
軽
自

動
車
等

地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第

二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第

五
十
七
条
第
十
三
項
に
規
定

す
る
対
象
区
域
内
軽
自
動
車

等

法
附
則
第
五
十

七
条
第
十
三
項

に
規
定
す
る
警

戒
区
域
設
定
指

示
が
行
わ
れ
た

日

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日

法
附
則
第
五
十

二
条
第
二
項
第

二
号
に
掲
げ
る

地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第

二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第

五
十
二
条
第
二
項
第
二
号
に

掲
げ
る

法
附
則
第
五
十

二
条
第
二
項
第

三
号

地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第

二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第

五
十
二
条
第
二
項
第
三
号

法
附
則
第
五
十

二
条
第
二
項
第

二
号
イ
若
し
く

は
第
三
号
イ

地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第

二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第

五
十
二
条
第
二
項
第
二
号
イ

若
し
く
は
第
三
号
イ

法
附
則
第
五
十

七
条
第
十
三
項

に
規
定
す
る
対

象
区
域
内
自
動

車

地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第

二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第

五
十
七
条
第
十
三
項
に
規
定

す
る
対
象
区
域
内
自
動
車
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法
附
則
第
五
十

二
条
第
二
項
第

一
号

地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第

二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第

五
十
二
条
第
二
項
第
一
号

附

則

第

二

十

五

条

第

八

項

法
附
則
第
五
十

七
条
第
十
三
項

に
規
定
す
る
警

戒
区
域
設
定
指

示
が
行
わ
れ
た

日

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日

法
附
則
第
五
十

七
条
第
六
項
第

二
号

地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第

二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第

五
十
七
条
第
六
項
第
二
号

法
附
則
第
五
十

七
条
第
六
項
第

三
号

地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第

二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第

五
十
七
条
第
六
項
第
三
号

法
附
則
第
五
十

七
条
第
十
三
項

に
規
定
す
る
対

象
区
域
内
二
輪

自
動
車
等

地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第

二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第

五
十
七
条
第
十
三
項
に
規
定

す
る
対
象
区
域
内
二
輪
自
動

車
等

法
附
則
第
五
十

七
条
第
六
項
第

一
号

地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第

二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第

五
十
七
条
第
六
項
第
一
号

附

則

第

二

十

五

条

第

九

項

法
附
則
第
五
十

七
条
第
十
三
項

に
規
定
す
る
警

戒
区
域
設
定
指

示
が
行
わ
れ
た

日

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日

法
附
則
第
五
十

七
条
第
八
項
第

二
号

地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第

二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第

五
十
七
条
第
八
項
第
二
号

法
附
則
第
五
十

七
条
第
八
項
第

三
号

地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第

二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第

五
十
七
条
第
八
項
第
三
号

法
附
則
第
五
十

七
条
第
十
三
項

に
規
定
す
る
対

地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第

二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第

五
十
七
条
第
十
三
項
に
規
定

象
区
域
内
小
型

特
殊
自
動
車

す
る
対
象
区
域
内
小
型
特
殊

自
動
車

法
附
則
第
五
十

七
条
第
八
項
第

一
号

地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第

二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第

五
十
七
条
第
八
項
第
一
号

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
八
月
二
六
日
総
務
省
令

第
一
二
一
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
一
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
七
号
の
二
様
式
別
表
の
改

正
規
定
は
平
成
二
十
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規

則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
号
様
式
別
表

は
、
平
成
二
十
四
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
道
府

県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
二

十
三
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村

民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
規
則
第
十
七
号
の
二
様
式
別
表
は
、
平
成
二
十
六

年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町

村
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
二
十
五
年
度
分
ま
で

の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
九
月
二
二
日
総
務
省
令

第
一
三
二
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
平
成
二
十
二
年
九
月
三
十
日
以
前
に
解
散
（
合

併
に
よ
る
解
散
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が

行
わ
れ
た
場
合
に
お
け
る
各
事
業
年
度
分
の
法
人
の
道

府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
係
る
こ
の
省
令
に
よ
る

改
正
前
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
次
項
に
お
い
て
「
旧

規
則
」
と
い
う
。
）
第
八
号
様
式
、
第
九
号
様
式
、
第

二
十
一
号
様
式
及
び
第
二
十
二
号
様
式
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
法
人
の
平
成
二
十
二
年
九
月
三
十
日
以
前
の
解
散
に

よ
る
清
算
所
得
に
対
す
る
事
業
税
（
清
算
所
得
に
対
す

る
法
人
の
事
業
税
を
課
さ
れ
る
法
人
の
清
算
中
の
事
業

年
度
に
係
る
法
人
の
事
業
税
及
び
残
余
財
産
の
一
部
の

分
配
又
は
引
渡
し
に
よ
り
納
付
す
べ
き
法
人
の
事
業
税

を
含
む
。
）
に
係
る
旧
規
則
第
八
号
様
式
及
び
第
九
号

様
式
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
九
月
三
〇
日
総
務
省
令

第
一
三
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
〇
月
三
一
日
総
務
省

令
第
一
四
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条
　
国
勢
調
査
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
九
十
八

号
）
に
よ
っ
て
調
査
し
た
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
現

在
に
お
け
る
人
口
の
確
定
数
が
官
報
で
公
示
さ
れ
た
日

（
以
下
「
公
示
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
ま
で
に
あ
っ
た

都
道
府
県
の
境
界
変
更
に
対
す
る
第
一
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
地
方
税

法
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
七
条
の
二
の
九
及
び
第

七
条
の
二
の
十
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
新
地
方

税
法
施
行
規
則
第
七
条
の
二
の
九
第
一
号
中
「
平
成
二

十
二
年
十
月
一
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
平
成
十
七
年
十

月
一
日
」
と
す
る
。

２
　
平
成
二
十
二
年
十
月
二
日
か
ら
公
示
日
の
前
日
ま
で

の
間
に
都
道
府
県
の
境
界
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い

て
は
、
都
道
府
県
知
事
が
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和

二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
七
十
六
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
い
て
当
該
境
界
変
更
を
考
慮
し
た
平
成
二

十
二
年
十
月
一
日
現
在
に
お
け
る
当
該
都
道
府
県
の
人

口
を
告
示
す
る
ま
で
の
間
、
当
該
都
道
府
県
に
対
す
る

新
地
方
税
法
施
行
規
則
第
七
条
の
二
の
十
一
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
当
該
人
口
が
官
報
で
公

示
さ
れ
た
後
に
お
い
て
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二

十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
七
十
六
条
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
い
て
都
道
府
県
知
事
が
当
該
都
道
府
県
の
人

口
を
告
示
し
た
と
き
は
、
そ
の
人
口
」
と
あ
る
の
は
、

「
同
年
十
月
二
日
以
後
に
お
い
て
都
道
府
県
の
境
界
に

わ
た
つ
て
市
町
村
の
設
置
又
は
境
界
の
変
更
が
あ
つ
た

た
め
都
道
府
県
の
境
界
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当

該
境
界
変
更
の
あ
つ
た
区
域
の
人
口
（
地
方
税
法
施
行

規
則
及
び
地
方
法
人
特
別
税
等
に
関
す
る
暫
定
措
置
法

施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
三
年

総
務
省
令
第
百
四
十
七
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
後
の
第
七
条
の
二
の
九
第

一
号
に
規
定
す
る
境
界
変
更
の
あ
つ
た
区
域
の
人
口
を

い
う
。
）
を
、
当
該
境
界
変
更
の
あ
つ
た
区
域
が
従
来

属
し
て
い
た
都
道
府
県
に
つ
い
て
は
当
該
都
道
府
県
の

人
口
か
ら
減
じ
た
も
の
と
し
、
当
該
区
域
が
新
た
に
属

す
る
こ
と
と
な
つ
た
都
道
府
県
に
つ
い
て
は
当
該
都
道

府
県
の
人
口
に
加
え
た
も
の
」
と
す
る
。

３
　
平
成
二
十
二
年
十
月
二
日
か
ら
公
示
日
の
前
日
ま
で

の
間
に
市
町
村
の
廃
置
分
合
若
し
く
は
境
界
変
更
が
あ

っ
た
と
き
又
は
市
町
村
の
境
界
が
確
定
し
た
と
き
は
、

都
道
府
県
知
事
が
地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
七
十
七
条

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
当
該
廃
置
分
合
若
し
く
は

境
界
変
更
又
は
境
界
の
確
定
を
考
慮
し
た
平
成
二
十
二

年
十
月
一
日
現
在
に
お
け
る
当
該
市
町
村
の
人
口
を
告

示
す
る
ま
で
の
間
、
当
該
市
町
村
に
対
す
る
新
地
方
税

法
施
行
規
則
第
七
条
の
二
の
十
四
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
同
条
中
「
当
該
人
口
が
官
報
で
公
示
さ
れ
た

後
に
お
い
て
地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
七
十
七
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
い
て
都
道
府
県
知
事
が
市
町
村
（
特

別
区
を
含
む
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
人
口
を
告

示
し
た
と
き
は
、
そ
の
人
口
」
と
あ
る
の
は
、
「
同
年

十
月
二
日
以
後
に
お
い
て
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。

次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
廃
置
分
合
若
し
く
は
境
界

変
更
が
あ
つ
た
と
き
又
は
市
町
村
の
境
界
が
確
定
し
た

と
き
は
、
都
道
府
県
知
事
が
必
要
と
認
め
る
場
合
に
限

り
、
当
該
廃
置
分
合
若
し
く
は
境
界
変
更
又
は
境
界
確

定
に
係
る
区
域
の
人
口
を
関
係
市
町
村
の
人
口
に
加

え
、
又
は
関
係
市
町
村
の
人
口
か
ら
減
じ
た
も
の
」
と

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
二
月
二
日
総
務
省
令

第
一
五
六
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た

だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定

め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
六
条
の
四
第
一
項
の
改
正
規
定
（
「
第
七
十
二

条
の
四
十
九
第
四
項
」
を
「
第
七
十
二
条
の
四
十
八

の
二
第
四
項
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第

十
号
の
三
様
式
記
載
要
領
１
の
改
正
規
定
　
公
布
の

日
か
ら
起
算
し
て
二
月
を
経
過
し
た
日

二
　
第
四
条
の
改
正
規
定
　
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日

三
　
第
六
条
の
三
及
び
第
七
条
の
二
の
改
正
規
定
　
平

成
二
十
五
年
一
月
一
日

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
前
条
第
一
号
に
掲

げ
る
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
こ
の
省
令
に
よ
る

改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
第
六
条
の
五
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
第
七
十
二
条
の
四
十
八

の
二
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
七
十
二
条
の
四
十

九
第
五
項
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
二
月
一
四
日
総
務
省

令
第
一
六
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た

だ
し
、
附
則
第
六
条
に
二
項
を
加
え
る
改
正
規
定
は
、

津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三

年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す

る
。
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（
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
一
日
に
お
け
る
地
方

税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律

第
百
二
十
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
（
以
下

「
新
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
五
十
一
条
第
四
項
に
規
定

す
る
警
戒
区
域
設
定
指
示
区
域
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
警
戒
区
域
設
定
指
示
区
域
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ

て
同
年
三
月
十
二
日
に
お
い
て
新
法
附
則
第
五
十
五
条

の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
指
示
（
避
難
の
た
め
の

立
退
き
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
対
象
区
域
で
あ
っ

た
区
域
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施

行
規
則
附
則
第
二
十
二
条
の
三
第
四
号
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
同
年
三
月
十
一
日
か
ら
警
戒
区
域
設
定

指
示
区
域
で
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
同
号
中
「
法
附
則
第
五
十
一
条
第
六
項
の
規
定

の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
　
次
に
」
と
あ
る
の

は
「
地
方
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十

三
年
法
律
第
百
二
十
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）

附
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

さ
れ
る
法
附
則
第
五
十
一
条
第
六
項
の
規
定
の
適
用
を

受
け
よ
う
と
す
る
場
合
　
次
に
」
と
、
「
法
附
則
第
五

十
一
条
第
六
項
に
規
定
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
改
正
法

附
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

さ
れ
る
法
附
則
第
五
十
一
条
第
六
項
に
規
定
す
る
」

と
、
「
同
項
に
規
定
す
る
警
戒
区
域
設
定
指
示
が
行
わ

れ
た
日
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一

日
」
と
、
「
政
令
附
則
第
三
十
一
条
第
六
項
第
一
号
」

と
あ
る
の
は
「
地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る

政
令
（
平
成
二
十
三
年
政
令
第
三
百
九
十
二
号
。
以
下

「
改
正
令
」
と
い
う
。
）
附
則
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
政
令
附
則
第
三
十
一
条

第
六
項
第
一
号
」
と
、
「
法
附
則
第
五
十
一
条
第
六
項

の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て

は
」
と
あ
る
の
は
「
改
正
法
附
則
第
二
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第
五
十
一

条
第
六
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に

あ
つ
て
は
」
と
、
「
政
令
附
則
第
三
十
一
条
第
六
項
第

二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
改
正
令
附
則

第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ

る
政
令
附
則
第
三
十
一
条
第
六
項
第
二
号
か
ら
第
四
号

ま
で
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
三
月
三
一
日
総
務
省
令

第
二
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、

当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
七
条
の
五
の
五
及
び
第
十
一
条
の
十
一
の
改
正

規
定
並
び
に
附
則
第
五
条
第
一
項
及
び
第
六
条
第
四

項
の
規
定
　
平
成
二
十
四
年
七
月
一
日

二
　
第
二
条
の
三
の
二
、
第
二
条
の
三
の
五
、
第
二
条

の
五
、
第
五
号
の
四
様
式
、
第
五
号
の
五
の
二
様

式
、
第
五
号
の
五
の
三
様
式
、
第
五
号
の
十
四
様
式

及
び
第
十
七
号
様
式
別
表
の
改
正
規
定
並
び
に
次
条

の
規
定
（
第
三
号
様
式
別
表
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）

及
び
附
則
第
九
条
の
規
定
（
総
務
省
関
係
法
令
に
係

る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
総
務
省
令

第
四
十
八
号
）
別
表
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法

律
第
二
百
二
十
六
号
）
の
項
の
改
正
規
定
（
「
、
第

十
四
条
の
九
第
三
項
」
を
「
（
第
一
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
四
条
の
九
第

三
項
（
第
一
条
第
二
項
及
び
第
十
四
条
の
十
一
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
に
改
め
る

部
分
、
「
第
十
五
条
の
四
第
二
項
」
の
下
に
「
、
第

十
六
条
の
二
第
二
項
」
を
加
え
る
部
分
、
「
第
二
十

条
の
九
の
三
第
一
項
及
び
」
の
下
に
「
第
三
項
並
び

に
」
を
加
え
る
部
分
、
「
第
三
十
八
項
、
第
四
十
項

及
び
第
四
十
一
項
」
を
「
第
二
十
八
項
、
第
三
十
七

項
、
第
三
十
九
項
、
第
四
十
項
、
第
四
十
四
項
及
び

第
四
十
五
項
」
に
改
め
る
部
分
、
「
第
五
十
三
条
第

二
十
二
項
及
び
第
二
十
三
項
」
を
「
第
五
十
三
条
第

二
十
二
項
、
第
二
十
三
項
及
び
第
二
十
八
項
」
に
改

め
る
部
分
、
「
第
五
十
三
条
第
三
十
八
項
」
を
「
第

五
十
三
条
第
三
十
七
項
」
に
改
め
る
部
分
、
「
第
五

十
三
条
第
四
十
項
及
び
第
四
十
一
項
に
つ
い
て
は
第

七
百
三
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
」
を
「
第
五
十
三

条
第
三
十
九
項
及
び
第
四
十
項
に
つ
い
て
は
第
七
百

三
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
、
第
五
十
三
条
第
四
十

四
項
及
び
第
四
十
五
項
に
つ
い
て
は
第
一
条
第
二
項

に
お
い
て
」
に
改
め
る
部
分
、
「
第
七
十
二
条
の
四

十
九
第
二
項
及
び
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
」
を

「
第
七
十
二
条
の
四
十
八
の
二
第
二
項
及
び
第
四
項

か
ら
第
七
項
ま
で
」
に
改
め
る
部
分
及
び
「
第
七
百

三
十
三
条
の
二
十
二
第
一
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第

七
百
三
十
五
条
」
を
「
第
七
百
三
十
三
条
の
二
十
二

第
一
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
七
百
三
十
五
条
第
二

項
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
及
び
同
表
地
方
税

法
施
行
令
の
項
の
改
正
規
定
（
「
第
七
条
の
三
の
四

第
一
項
」
の
下
に
「
、
第
七
条
の
四
の
七
第
一
項
」

を
加
え
る
部
分
、
「
第
二
十
四
条
の
三
第
一
項
」
を

「
第
二
十
条
の
二
第
一
項
（
第
一
条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
四
条
の
三
第
一
項
」

に
改
め
る
部
分
、
「
第
二
十
五
条
第
一
項
」
の
下
に

「
、
第
三
十
五
条
の
二
の
二
第
一
項
、
第
三
十
五
条

の
四
の
二
第
一
項
、
第
三
十
五
条
の
七
の
四
第
一

項
、
第
三
十
七
条
の
十
五
の
二
第
一
項
、
第
三
十
九

条
の
十
の
二
第
一
項
、
第
四
十
条
第
一
項
、
第
四
十

二
条
の
四
の
二
第
一
項
、
第
四
十
三
条
の
十
二
の
二

第
一
項
」
を
加
え
る
部
分
、
「
第
四
十
三
条
の
十
七
」

の
下
に
「
、
第
四
十
三
条
の
十
七
の
二
第
一
項
、
第

四
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
四
十
五
条
第
一
項
、
第

四
十
五
条
の
二
の
三
第
一
項
」
を
加
え
る
部
分
、

「
第
四
十
六
条
の
三
の
二
第
一
項
」
の
下
に
「
、
第

四
十
七
条
の
五
第
一
項
」
を
加
え
る
部
分
、
「
第
五

十
四
条
の
四
十
二
第
一
項
」
を
「
第
五
十
二
条
の
十

三
の
二
第
一
項
及
び
第
五
十
二
条
の
十
六
第
一
項

（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
五
十
七
条
の
三
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
二
条
の
十
八
第
一

項
、
第
五
十
三
条
の
二
の
二
第
一
項
及
び
第
五
十
三

条
の
八
第
一
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
一
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
四
条
の
三
十

二
の
二
第
一
項
（
第
五
十
七
条
の
三
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
四
条
の
四
十
二
第
一

項
」
に
改
め
る
部
分
及
び
「
第
五
十
四
条
の
五
十
七

第
一
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
五
十
七
条
の
三
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
の
下
に
「
、
第
五

十
四
条
の
五
十
九
の
二
第
一
項
、
第
五
十
五
条
第
一

項
及
び
第
五
十
六
条
の
十
一
第
一
項
（
こ
れ
ら
の
規

定
を
第
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、

第
五
十
六
条
の
四
十
九
の
二
第
一
項
（
第
五
十
七
条

の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十

六
条
の
八
十
九
の
三
第
一
項
及
び
第
五
十
六
条
の
九

十
二
の
二
第
一
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
一
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
部
分
に

限
る
。
）
に
限
る
。
）
　
平
成
二
十
五
年
一
月
一
日

三
　
第
三
号
様
式
別
表
の
改
正
規
定
及
び
次
条
第
四
項

の
規
定
（
第
三
号
様
式
別
表
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

　
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

四
　
第
一
条
の
八
の
改
正
規
定
　
平
成
二
十
五
年
七
月

一
日

五
　
第
一
条
の
七
第
二
十
三
号
、
第
九
条
の
八
第
一
項

及
び
第
二
項
、
第
十
条
、
第
十
条
の
二
の
二
並
び
に

第
十
条
の
二
の
三
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
九
条

の
規
定
（
総
務
省
関
係
法
令
に
係
る
行
政
手
続
等
に

お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施

行
規
則
別
表
地
方
税
法
施
行
令
の
項
の
改
正
規
定

（
「
第
四
十
八
条
の
九
の
八
第
一
項
及
び
第
四
項
並
び

に
第
四
十
八
条
の
九
の
九
」
を
「
第
四
十
八
条
の
九

の
八
、
第
四
十
八
条
の
九
の
九
第
一
項
及
び
第
四
項

並
び
に
第
四
十
八
条
の
九
の
十
」
に
改
め
る
部
分
に

限
る
。
）
及
び
同
表
地
方
税
法
施
行
規
則
の
項
の
改

正
規
定
（
「
第
八
条
の
五
十
一
第
一
項
並
び
に
第
十

条
第
三
項
」
を
「
第
八
条
の
五
十
一
第
一
項
並
び
に

第
十
条
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
」
に
改
め
る
部
分

に
限
る
。
）
に
限
る
。
）
　
平
成
二
十
六
年
一
月
一
日

六
　
附
則
第
六
条
に
三
項
を
加
え
る
改
正
規
定
（
同
条

第
六
十
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
　
電
気
事
業
者
に

よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に
関
す
る

特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
八
号
）
附

則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日

（
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
関
す
る
経

過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規

則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
三
の
二

第
二
項
の
規
定
は
、
同
項
に
規
定
す
る
給
与
支
払
者
が

平
成
二
十
五
年
一
月
一
日
以
後
に
同
項
に
規
定
す
る
給

与
所
得
者
か
ら
受
理
す
る
同
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得

者
の
扶
養
親
族
申
告
書
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

２
　
新
規
則
第
二
条
の
三
の
五
第
二
項
の
規
定
は
、
同
項

に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
支
払
者
が
平
成
二
十
五
年
一

月
一
日
以
後
に
同
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
受
給
者

か
ら
受
理
す
る
同
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
受
給
者

の
扶
養
親
族
申
告
書
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

３
　
新
規
則
第
二
条
の
五
第
一
項
の
規
定
は
、
同
項
に
規

定
す
る
退
職
手
当
等
の
支
払
者
が
平
成
二
十
五
年
一
月

一
日
以
後
に
同
項
に
規
定
す
る
退
職
手
当
等
の
支
払
を

受
け
る
者
か
ら
受
理
す
る
同
項
に
規
定
す
る
申
告
書
に

つ
い
て
適
用
す
る
。

４
　
新
規
則
第
三
号
様
式
別
表
、
第
五
号
の
四
様
式
、
第

五
号
の
五
の
二
様
式
、
第
五
号
の
五
の
三
様
式
及
び
第

十
七
号
様
式
別
表
は
、
平
成
二
十
五
年
度
以
後
の
年
度

分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て

適
用
し
、
平
成
二
十
四
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
道
府
県

民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

５
　
新
規
則
第
五
号
の
十
四
様
式
は
、
平
成
二
十
五
年
以

後
の
各
年
に
お
い
て
支
払
の
確
定
し
た
地
方
税
法
及
び

国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
十
七
号
。
以
下
「
平

成
二
十
四
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
第
五
十
条
の
九
及
び
第
三
百

二
十
八
条
の
十
四
に
規
定
す
る
退
職
手
当
等
に
つ
い
て

こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
規
定

に
よ
り
交
付
す
る
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
特
別
徴

収
票
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
二
十
四
年
以
前
の
各
年

に
お
い
て
支
払
の
確
定
し
た
平
成
二
十
四
年
改
正
法
第

一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
（
以
下
「
旧
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法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
条
の
九
及
び
第
三
百
二
十
八

条
の
十
四
に
規
定
す
る
退
職
手
当
等
に
つ
い
て
こ
れ
ら

の
規
定
に
よ
り
提
出
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り

交
付
す
る
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
特
別
徴
収
票
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
自
動
車
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
新
規
則
第
十
六
号
の
九
様
式
は
、
こ
の
省
令
の

施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
の
自

動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
べ
き
自
動
車
取
得
税
に
つ

い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て

課
す
る
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

（
軽
油
引
取
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
新
規
則
附
則
第
四
条
の
七
の
規
定
は
、
施
行
日

以
後
の
軽
油
の
引
取
り
に
対
し
て
課
す
べ
き
軽
油
引
取

税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
軽
油
の
引
取
り
に

対
し
て
課
す
る
軽
油
引
取
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

（
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条
　
新
規
則
第
七
条
の
五
の
五
第
一
項
の
規
定
は
、

平
成
二
十
四
年
七
月
一
日
以
後
の
不
動
産
の
取
得
に
対

し
て
課
す
べ
き
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
施
行
規
則

（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
条
の
二
の
十

五
の
規
定
は
、
平
成
二
十
四
年
改
正
法
附
則
第
四
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ

る
旧
法
附
則
第
十
一
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
家
屋
の

取
得
が
施
行
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
の
間
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
当
該
家
屋
の
取
得

に
対
し
て
課
す
べ
き
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な

お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

（
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条
　
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
新
規
則
の

規
定
中
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
関
す
る
部
分

は
、
平
成
二
十
四
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税

及
び
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
二
十
三
年

度
分
ま
で
の
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
平
成
二
十
四
年
度
分
及
び
平
成
二
十
五
年
度
分
の
固

定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
係
る
新
規
則
第
十
条
の

七
の
三
第
七
項
第
二
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

同
号
中
「
並
び
に
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
」
と
、
「
に

規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定

し
た
費
用
の
額
及
び
介
護
保
険
法
施
行
規
則
（
平
成
十

一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
第
七
十
九
条
各
号
に
掲

げ
る
費
用
の
額
の
合
計
額
」
と
あ
る
の
は
「
の
規
定
に

よ
り
算
定
さ
れ
た
額
」
と
、
「
同
法
第
四
十
八
条
第
一

項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
一
項
第
二
号
」
と

す
る
。

３
　
旧
規
則
第
十
条
の
十
三
第
三
号
に
規
定
す
る
貸
し
付

け
て
い
る
土
地
に
対
し
て
課
す
る
平
成
二
十
四
年
度
分

及
び
平
成
二
十
五
年
度
分
の
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計

画
税
に
つ
い
て
は
、
同
号
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力

を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
中
「
平
成
二

十
三
年
一
月
一
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
平
成
二
十
五
年

一
月
一
日
」
と
す
る
。

４
　
新
規
則
第
十
一
条
の
十
一
の
規
定
は
、
平
成
二
十
五

年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税

に
つ
い
て
適
用
す
る
。

５
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
二
十
三
項
の
規
定
は
、
平
成

二
十
四
年
四
月
一
日
以
後
に
取
得
さ
れ
た
同
項
に
規
定

す
る
国
土
交
通
大
臣
の
証
明
が
さ
れ
た
車
両
に
対
し
て

課
す
る
平
成
二
十
五
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産

税
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
取
得
さ
れ
た
旧
規
則

附
則
第
六
条
第
二
十
五
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣

の
証
明
が
さ
れ
た
車
両
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

６
　
平
成
二
十
四
年
改
正
法
附
則
第
八
条
第
八
項
の
規
定

に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
旧
法
附
則

第
十
五
条
第
二
十
項
に
規
定
す
る
構
築
物
に
対
し
て
課

す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
旧
規
則
附
則
第
六
条

第
四
十
一
項
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

７
　
平
成
二
十
四
年
改
正
法
附
則
第
八
条
第
十
項
及
び
第

十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
こ

と
と
さ
れ
る
旧
法
附
則
第
十
五
条
の
三
第
二
項
に
規
定

す
る
旧
資
産
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
取
得
さ
れ
た
家

屋
又
は
償
却
資
産
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
及
び

都
市
計
画
税
に
つ
い
て
は
、
旧
規
則
附
則
第
六
条
の
四

第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有

す
る
。

（
総
務
大
臣
が
施
行
日
以
後

初
に
指
定
し
て
公
示
し

た
居
住
困
難
区
域
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
七
条
　
平
成
二
十
四
年
改
正
法
附
則
第
十
五
条
第
一
項

の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
新
規
則
附
則
第

二
十
二
条
の
三
並
び
に
第
二
十
四
条
第
十
一
項
及
び
第

十
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄

に
掲
げ
る
新
規
則
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字

句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す

る
。

附則第二

法
附
則
第
五
十

一
条
第
四
項
又

は
第
五
項
の
規

定
の
適
用
を
受

地
方
税
法
及
び
国
有
資
産
等
所
在

市
町
村
交
付
金
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律

第
十
七
号
。
以
下
こ
の
号
及
び
次

十二条の三

け
よ
う
と
す
る

場
合
　
次
に

号
並
び
に
附
則
第
二
十
四
条
第
十

二
項
に
お
い
て
「
平
成
二
十
四
年

改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
五

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第
五
十

一
条
第
四
項
又
は
第
五
項
の
規
定

の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合

　
次
に

法
附
則
第
五
十

一
条
第
四
項
に

規
定
す
る

平
成
二
十
四
年
改
正
法
附
則
第
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第
五

十
一
条
第
四
項
に
規
定
す
る

同
条
第
四
項
又

は
第
五
項
に
規

定
す
る
居
住
困

難
区
域
を
指
定

す
る
旨
の
公
示

が
あ
つ
た
日

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日

政
令
附
則
第
三

十
一
条
第
四
項

第
二
号
か
ら
第

四
号
ま
で

地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正

す
る
政
令
（
平
成
二
十
四
年
政
令

第
百
九
号
。
以
下
こ
の
号
及
び
次

号
並
び
に
附
則
第
二
十
四
条
第
十

一
項
及
び
第
十
二
項
に
お
い
て

「
改
正
令
」
と
い
う
。
）
附
則
第
九

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
政
令
附
則
第
三

十
一
条
第
四
項
第
二
号
か
ら
第
四

号
ま
で

法
附
則
第
五
十

一
条
第
四
項
又

は
第
五
項
の
規

定
の
適
用
を
受

け
よ
う
と
す
る

場
合
に
あ
つ
て

は

平
成
二
十
四
年
改
正
法
附
則
第
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第
五

十
一
条
第
四
項
又
は
第
五
項
の
規

定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場

合
に
あ
つ
て
は

政
令
附
則
第
三

十
一
条
第
五
項

第
三
号

改
正
令
附
則
第
九
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ

る
政
令
附
則
第
三
十
一
条
第
五
項

第
三
号

法
附
則
第
五
十

一
条
第
五
項

平
成
二
十
四
年
改
正
法
附
則
第
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第
五

十
一
条
第
五
項

政
令
附
則
第
三

十
一
条
第
五
項

第
一
号

改
正
令
附
則
第
九
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ

る
政
令
附
則
第
三
十
一
条
第
五
項

第
一
号

法
附
則
第
五
十

一
条
第
六
項

平
成
二
十
四
年
改
正
法
附
則
第
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第
五

十
一
条
第
六
項

同
項
に
規
定
す

る
居
住
困
難
区

域
を
指
定
す
る

旨
の
公
示
が
あ

つ
た
日

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日

政
令
附
則
第
三

十
一
条
第
六
項

第
一
号

改
正
令
附
則
第
九
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ

る
政
令
附
則
第
三
十
一
条
第
六
項

第
一
号

政
令
附
則
第
三

十
一
条
第
六
項

第
二
号
か
ら
第

四
号
ま
で

改
正
令
附
則
第
九
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ

る
政
令
附
則
第
三
十
一
条
第
六
項

第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で

附則第二十四条第十一項

同
条
第
二
十
三

項
第
一
号

改
正
令
附
則
第
九
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ

る
政
令
附
則
第
三
十
三
条
第
二
十

三
項
第
一
号

附則第二十四条第十二項

法
附
則
第
五
十

六
条
第
十
三
項

平
成
二
十
四
年
改
正
法
附
則
第
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第
五

十
六
条
第
十
三
項

同
項
に
規
定
す

る
居
住
困
難
区

域
を
指
定
す
る

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
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旨
の
公
示
が
あ

つ
た
日

政
令
附
則
第
三

十
三
条
第
二
十

項
第
一
号

改
正
令
附
則
第
九
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ

る
政
令
附
則
第
三
十
三
条
第
二
十

項
第
一
号

政
令
附
則
第
三

十
三
条
第
二
十

項
第
二
号
か
ら

第
四
号
ま
で

改
正
令
附
則
第
九
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ

る
政
令
附
則
第
三
十
三
条
第
二
十

項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で

政
令
附
則
第
三

十
三
条
第
二
十

項
第
三
号

改
正
令
附
則
第
九
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ

る
政
令
附
則
第
三
十
三
条
第
二
十

項
第
三
号

法
附
則
第
五
十

六
条
第
十
四
項

又
は
第
十
五
項

平
成
二
十
四
年
改
正
法
附
則
第
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第
五

十
六
条
第
十
四
項
又
は
第
十
五
項

法
附
則
第
五
十

六
条
第
十
五
項

平
成
二
十
四
年
改
正
法
附
則
第
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第
五

十
六
条
第
十
五
項

同
条
第
十
四
項

に
規
定
す
る
居

住
困
難
区
域
を

指
定
す
る
旨
の

公
示
が
あ
つ
た

日

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日

同
項
に
規
定
す

る
居
住
困
難
区

域
内
に
所
有
し

て
い
た
旨
を
証

す
る

同
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
居
住

困
難
区
域
内
に
所
有
し
て
い
た
旨

を
証
す
る

同
条
第
十
五
項

に
規
定
す
る
居

住
困
難
区
域
を

指
定
す
る
旨
の

公
示
が
あ
つ
た

日

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日

同
項
に
規
定
す

る
居
住
困
難
区

域
内
に
所
有
し

て
い
た
旨
を
約

す
る

同
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
居
住

困
難
区
域
内
に
所
有
し
て
い
た
旨

を
約
す
る

政
令
附
則
第
三

十
三
条
第
二
十

改
正
令
附
則
第
九
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ

三
項
第
二
号
か

ら
第
四
号
ま
で

る
政
令
附
則
第
三
十
三
条
第
二
十

三
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で

２
　
平
成
二
十
四
年
改
正
法
附
則
第
十
五
条
第
二
項
の
規

定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
新
規
則
附
則
第
二
十

三
条
第
二
項
、
第
二
十
三
条
の
二
及
び
第
二
十
五
条
第

四
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
新
規
則
の
規
定
中
同
表
の
中

欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

る
字
句
と
す
る
。

附則第二十三条第二項

政
令
附
則
第
三

十
二
条
第
三
項

又
は
第
四
項

地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正

す
る
政
令
（
平
成
二
十
四
年
政
令

第
百
九
号
。
以
下
「
改
正
令
」
と

い
う
。
）
附
則
第
九
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ

る
政
令
附
則
第
三
十
二
条
第
三
項

又
は
第
四
項

法
附
則
第
五
十

二
条
第
二
項
又

は
第
三
項
の
規

定
の
適
用
を
受

け
よ
う
と
す
る

場
合
に
お
け
る

地
方
税
法
及
び
国
有
資
産
等
所
在

市
町
村
交
付
金
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律

第
十
七
号
。
以
下
「
平
成
二
十
四

年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十

五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第
五

十
二
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規

定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場

合
に
お
け
る

法
附
則
第
五
十

二
条
第
二
項
に

規
定
す
る

平
成
二
十
四
年
改
正
法
附
則
第
十

五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第
五

十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る

同
項
各
号
又
は

同
条
第
三
項
に

規
定
す
る
自
動

車
持
出
困
難
区

域
を
指
定
す
る

旨
の
公
示
が
あ

つ
た
日

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日

法
附
則
第
五
十

二
条
第
二
項
又

は
第
三
項
の
規

定
の
適
用
を
受

け
よ
う
と
す
る

自
動
車

平
成
二
十
四
年
改
正
法
附
則
第
十

五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第
五

十
二
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規

定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
自

動
車

法
附
則
第
五
十

二
条
第
二
項
各

号
又
は
第
三
項

に
規
定
す
る
自

動
車
持
出
困
難

区
域
を
指
定
す

る
旨
の
公
示
が

あ
つ
た
日

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日

法
附
則
第
五
十

二
条
第
二
項
第

二
号
に
掲
げ
る

平
成
二
十
四
年
改
正
法
附
則
第
十

五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第
五

十
二
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る

法
附
則
第
五
十

二
条
第
二
項
第

三
号

平
成
二
十
四
年
改
正
法
附
則
第
十

五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第
五

十
二
条
第
二
項
第
三
号

法
附
則
第
五
十

二
条
第
二
項
第

二
号
イ
若
し
く

は
第
三
号
イ

平
成
二
十
四
年
改
正
法
附
則
第
十

五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第
五

十
二
条
第
二
項
第
二
号
イ
若
し
く

は
第
三
号
イ

法
附
則
第
五
十

二
条
第
二
項
又

は
第
三
項
に
規

定
す
る

平
成
二
十
四
年
改
正
法
附
則
第
十

五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第
五

十
二
条
第
二
項
又
は
第
三
項
に
規

定
す
る

政
令
附
則
第
三

十
二
条
の
二
第

二
項

改
正
令
附
則
第
九
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ

る
政
令
附
則
第
三
十
二
条
の
二
第

二
項

法
附
則
第
五
十

四
条
第
七
項

平
成
二
十
四
年
改
正
法
附
則
第
十

五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第
五

十
四
条
第
七
項

政
令
附
則
第
三

十
四
条
第
十
項

改
正
令
附
則
第
九
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ

る
政
令
附
則
第
三
十
四
条
第
十
項

法
附
則
第
五
十

七
条
第
十
三
項

平
成
二
十
四
年
改
正
法
附
則
第
十

五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第
五

十
七
条
第
十
三
項

政
令
附
則
第
三

十
二
条
第
三
項

第
二
号
及
び
第

三
号
又
は
同
条

改
正
令
附
則
第
九
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ

る
政
令
附
則
第
三
十
二
条
第
三
項

第
四
項
第
二
号

及
び
第
三
号

第
二
号
及
び
第
三
号
又
は
同
条
第

四
項
第
二
号
及
び
第
三
号

法
附
則
第
五
十

二
条
第
二
項
又

は
第
三
項
の
規

定
の
適
用
を
受

け
よ
う
と
す
る

場
合
に
あ
つ
て

は

平
成
二
十
四
年
改
正
法
附
則
第
十

五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第
五

十
二
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規

定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場

合
に
あ
つ
て
は

附則第二十三条の二第一項

法
附
則
第
五
十

二
条
第
三
項
に

規
定
す
る
自
動

車
持
出
困
難
区

域
を
指
定
す
る

旨
の
公
示
が
あ

つ
た
日

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日

法
附
則
第
五
十

四
条
第
三
項

平
成
二
十
四
年
改
正
法
附
則
第
十

五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第
五

十
四
条
第
三
項

法
附
則
第
五
十

二
条
第
二
項
第

二
号
に
掲
げ
る

平
成
二
十
四
年
改
正
法
附
則
第
十

五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第
五

十
二
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る

法
附
則
第
五
十

二
条
第
二
項
第

三
号

平
成
二
十
四
年
改
正
法
附
則
第
十

五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第
五

十
二
条
第
二
項
第
三
号

法
附
則
第
五
十

二
条
第
二
項
第

二
号
イ
若
し
く

は
第
三
号
イ

平
成
二
十
四
年
改
正
法
附
則
第
十

五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第
五

十
二
条
第
二
項
第
二
号
イ
若
し
く

は
第
三
号
イ

法
附
則
第
五
十

二
条
第
三
項
の

規
定

平
成
二
十
四
年
改
正
法
附
則
第
十

五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第
五

十
二
条
第
三
項
の
規
定

政
令
附
則
第
三

十
二
条
第
四
項

改
正
令
附
則
第
九
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
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第
二
号
及
び
第

三
号

る
政
令
附
則
第
三
十
二
条
第
四
項

第
二
号
及
び
第
三
号

附則第二十三条の二第二項

法
附
則
第
五
十

四
条
第
七
項
に

規
定
す
る
自
動

車
持
出
困
難
区

域
を
指
定
す
る

旨
の
公
示
が
あ

つ
た
日

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日

法
附
則
第
五
十

二
条
第
二
項
第

二
号
に
掲
げ
る

平
成
二
十
四
年
改
正
法
附
則
第
十

五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第
五

十
二
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る

法
附
則
第
五
十

二
条
第
二
項
第

三
号

平
成
二
十
四
年
改
正
法
附
則
第
十

五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第
五

十
二
条
第
二
項
第
三
号

法
附
則
第
五
十

二
条
第
二
項
第

二
号
イ
若
し
く

は
第
三
号
イ

平
成
二
十
四
年
改
正
法
附
則
第
十

五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第
五

十
二
条
第
二
項
第
二
号
イ
若
し
く

は
第
三
号
イ

法
附
則
第
五
十

四
条
第
七
項
に

規
定
す
る
対
象

区
域
内
自
動
車

平
成
二
十
四
年
改
正
法
附
則
第
十

五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第
五

十
四
条
第
七
項
に
規
定
す
る
対
象

区
域
内
自
動
車

附則第二十五条第四項

政
令
附
則
第
三

十
二
条
第
三
項

又
は
第
四
項

改
正
令
附
則
第
九
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ

る
政
令
附
則
第
三
十
二
条
第
三
項

又
は
第
四
項

法
附
則
第
五
十

七
条
第
四
項
又

は
第
五
項

平
成
二
十
四
年
改
正
法
附
則
第
十

五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第
五

十
七
条
第
四
項
又
は
第
五
項

法
附
則
第
五
十

二
条
第
二
項
各

号
又
は
第
三
項

に
規
定
す
る
自

動
車
持
出
困
難

区
域
を
指
定
す

る
旨
の
公
示
が

あ
つ
た
日

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日

法
附
則
第
五
十

二
条
第
二
項
第

二
号
に
掲
げ
る

平
成
二
十
四
年
改
正
法
附
則
第
十

五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第
五

十
二
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る

法
附
則
第
五
十

二
条
第
二
項
第

三
号

平
成
二
十
四
年
改
正
法
附
則
第
十

五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第
五

十
二
条
第
二
項
第
三
号

法
附
則
第
五
十

二
条
第
二
項
第

二
号
イ
若
し
く

は
第
三
号
イ

平
成
二
十
四
年
改
正
法
附
則
第
十

五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第
五

十
二
条
第
二
項
第
二
号
イ
若
し
く

は
第
三
号
イ

法
附
則
第
五
十

二
条
第
二
項
又

は
第
三
項

平
成
二
十
四
年
改
正
法
附
則
第
十

五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第
五

十
二
条
第
二
項
又
は
第
三
項

政
令
附
則
第
三

十
二
条
の
二
第

二
項

改
正
令
附
則
第
九
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ

る
政
令
附
則
第
三
十
二
条
の
二
第

二
項

法
附
則
第
五
十

四
条
第
七
項

平
成
二
十
四
年
改
正
法
附
則
第
十

五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第
五

十
四
条
第
七
項

政
令
附
則
第
三

十
四
条
第
十
項

改
正
令
附
則
第
九
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ

る
政
令
附
則
第
三
十
四
条
第
十
項

法
附
則
第
五
十

七
条
第
十
三
項

平
成
二
十
四
年
改
正
法
附
則
第
十

五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第
五

十
七
条
第
十
三
項

法
附
則
第
五
十

二
条
第
二
項
第

二
号
イ
に
規
定

す
る

平
成
二
十
四
年
改
正
法
附
則
第
十

五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第
五

十
二
条
第
二
項
第
二
号
イ
に
規
定

す
る

政
令
附
則
第
三

十
二
条
第
三
項

第
二
号
及
び
第

三
号
又
は
第
四

項
第
二
号
及
び

第
三
号

改
正
令
附
則
第
九
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ

る
政
令
附
則
第
三
十
二
条
第
三
項

第
二
号
及
び
第
三
号
又
は
第
四
項

第
二
号
及
び
第
三
号

附則第二十五条第五項

政
令
附
則
第
三

十
四
条
第
四
項

又
は
第
五
項

改
正
令
附
則
第
九
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ

る
政
令
附
則
第
三
十
四
条
第
四
項

又
は
第
五
項

法
附
則
第
五
十

七
条
第
六
項
又

は
第
七
項

平
成
二
十
四
年
改
正
法
附
則
第
十

五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第
五

十
七
条
第
六
項
又
は
第
七
項

法
附
則
第
五
十

七
条
第
六
項
に

規
定
す
る

平
成
二
十
四
年
改
正
法
附
則
第
十

五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第
五

十
七
条
第
六
項
に
規
定
す
る

同
条
第
六
項
各

号
又
は
第
七
項

に
規
定
す
る
自

動
車
持
出
困
難

区
域
を
指
定
す

る
旨
の
公
示
が

あ
つ
た
日

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日

法
附
則
第
五
十

七
条
第
六
項
各

号
又
は
第
七
項

に
規
定
す
る
自

動
車
持
出
困
難

区
域
を
指
定
す

る
旨
の
公
示
が

あ
つ
た
日

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日

法
附
則
第
五
十

七
条
第
六
項
第

二
号

平
成
二
十
四
年
改
正
法
附
則
第
十

五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第
五

十
七
条
第
六
項
第
二
号

法
附
則
第
五
十

七
条
第
六
項
第

三
号

平
成
二
十
四
年
改
正
法
附
則
第
十

五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第
五

十
七
条
第
六
項
第
三
号

法
附
則
第
五
十

七
条
第
六
項
第

一
号

平
成
二
十
四
年
改
正
法
附
則
第
十

五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第
五

十
七
条
第
六
項
第
一
号

政
令
附
則
第
三

十
四
条
第
十
項

改
正
令
附
則
第
九
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ

る
政
令
附
則
第
三
十
四
条
第
十
項

法
附
則
第
五
十

七
条
第
十
三
項

平
成
二
十
四
年
改
正
法
附
則
第
十

五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第
五

十
七
条
第
十
三
項

政
令
附
則
第
三

十
四
条
第
四
項

第
二
号
及
び
第

三
号
又
は
第
五

項
第
二
号
及
び

第
三
号

改
正
令
附
則
第
九
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ

る
政
令
附
則
第
三
十
四
条
第
四
項

第
二
号
及
び
第
三
号
又
は
第
五
項

第
二
号
及
び
第
三
号

附則第二十五条第六項

政
令
附
則
第
三

十
四
条
第
七
項

又
は
第
八
項

改
正
令
附
則
第
九
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ

る
政
令
附
則
第
三
十
四
条
第
七
項

又
は
第
八
項

法
附
則
第
五
十

七
条
第
八
項
又

は
第
九
項

平
成
二
十
四
年
改
正
法
附
則
第
十

五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第
五

十
七
条
第
八
項
又
は
第
九
項

法
附
則
第
五
十

七
条
第
八
項
に

規
定
す
る

平
成
二
十
四
年
改
正
法
附
則
第
十

五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第
五

十
七
条
第
八
項
に
規
定
す
る

同
条
第
八
項
各

号
又
は
第
九
項

に
規
定
す
る
自

動
車
持
出
困
難

区
域
を
指
定
す

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
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る
旨
の
公
示
が

あ
つ
た
日

法
附
則
第
五
十

七
条
第
八
項
各

号
又
は
第
九
項

に
規
定
す
る
自

動
車
持
出
困
難

区
域
を
指
定
す

る
旨
の
公
示
が

あ
つ
た
日

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日

法
附
則
第
五
十

七
条
第
八
項
第

二
号

平
成
二
十
四
年
改
正
法
附
則
第
十

五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第
五

十
七
条
第
八
項
第
二
号

法
附
則
第
五
十

七
条
第
八
項
第

三
号

平
成
二
十
四
年
改
正
法
附
則
第
十

五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第
五

十
七
条
第
八
項
第
三
号

法
附
則
第
五
十

七
条
第
八
項
第

一
号

平
成
二
十
四
年
改
正
法
附
則
第
十

五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第
五

十
七
条
第
八
項
第
一
号

政
令
附
則
第
三

十
四
条
第
十
項

改
正
令
附
則
第
九
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ

る
政
令
附
則
第
三
十
四
条
第
十
項

法
附
則
第
五
十

七
条
第
十
三
項

平
成
二
十
四
年
改
正
法
附
則
第
十

五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第
五

十
七
条
第
十
三
項

政
令
附
則
第
三

十
四
条
第
七
項

第
二
号
及
び
第

三
号
又
は
第
八

項
第
二
号
及
び

第
三
号

改
正
令
附
則
第
九
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ

る
政
令
附
則
第
三
十
四
条
第
七
項

第
二
号
及
び
第
三
号
又
は
第
八
項

第
二
号
及
び
第
三
号

附則第二十五条第七項

法
附
則
第
五
十

七
条
第
十
三
項

に
規
定
す
る
対

象
区
域
内
軽
自

動
車
等

平
成
二
十
四
年
改
正
法
附
則
第
十

五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第
五

十
七
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
対

象
区
域
内
軽
自
動
車
等

法
附
則
第
五
十

七
条
第
十
三
項

に
規
定
す
る
自

動
車
持
出
困
難

区
域
を
指
定
す

る
旨
の
公
示
が

あ
つ
た
日

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日

法
附
則
第
五
十

二
条
第
二
項
第

二
号
に
掲
げ
る

平
成
二
十
四
年
改
正
法
附
則
第
十

五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第
五

十
二
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る

法
附
則
第
五
十

二
条
第
二
項
第

三
号

平
成
二
十
四
年
改
正
法
附
則
第
十

五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第
五

十
二
条
第
二
項
第
三
号

法
附
則
第
五
十

二
条
第
二
項
第

二
号
イ
若
し
く

は
第
三
号
イ

平
成
二
十
四
年
改
正
法
附
則
第
十

五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第
五

十
二
条
第
二
項
第
二
号
イ
若
し
く

は
第
三
号
イ

法
附
則
第
五
十

七
条
第
十
三
項

に
規
定
す
る
対

象
区
域
内
自
動

車

平
成
二
十
四
年
改
正
法
附
則
第
十

五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第
五

十
七
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
対

象
区
域
内
自
動
車

法
附
則
第
五
十

二
条
第
二
項
第

一
号

平
成
二
十
四
年
改
正
法
附
則
第
十

五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第
五

十
二
条
第
二
項
第
一
号

附則第二十五条第八項

法
附
則
第
五
十

七
条
第
十
三
項

に
規
定
す
る
自

動
車
持
出
困
難

区
域
を
指
定
す

る
旨
の
公
示
が

あ
つ
た
日

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日

法
附
則
第
五
十

七
条
第
六
項
第

二
号

平
成
二
十
四
年
改
正
法
附
則
第
十

五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第
五

十
七
条
第
六
項
第
二
号

法
附
則
第
五
十

七
条
第
六
項
第

三
号

平
成
二
十
四
年
改
正
法
附
則
第
十

五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第
五

十
七
条
第
六
項
第
三
号

法
附
則
第
五
十

七
条
第
十
三
項

に
規
定
す
る
対

象
区
域
内
二
輪

自
動
車
等

平
成
二
十
四
年
改
正
法
附
則
第
十

五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第
五

十
七
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
対

象
区
域
内
二
輪
自
動
車
等

法
附
則
第
五
十

七
条
第
六
項
第

一
号

平
成
二
十
四
年
改
正
法
附
則
第
十

五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第
五

十
七
条
第
六
項
第
一
号

附則第二十五条第九項

法
附
則
第
五
十

七
条
第
十
三
項

に
規
定
す
る
自

動
車
持
出
困
難

区
域
を
指
定
す

る
旨
の
公
示
が

あ
つ
た
日

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日

法
附
則
第
五
十

七
条
第
八
項
第

二
号

平
成
二
十
四
年
改
正
法
附
則
第
十

五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第
五

十
七
条
第
八
項
第
二
号

法
附
則
第
五
十

七
条
第
八
項
第

三
号

平
成
二
十
四
年
改
正
法
附
則
第
十

五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第
五

十
七
条
第
八
項
第
三
号

法
附
則
第
五
十

七
条
第
十
三
項

に
規
定
す
る
対

象
区
域
内
小
型

特
殊
自
動
車

平
成
二
十
四
年
改
正
法
附
則
第
十

五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第
五

十
七
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
対

象
区
域
内
小
型
特
殊
自
動
車

法
附
則
第
五
十

七
条
第
八
項
第

一
号

平
成
二
十
四
年
改
正
法
附
則
第
十

五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
附
則
第
五

十
七
条
第
八
項
第
一
号

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
六
月
一
八
日
総
務
省
令

第
五
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
六
月
二
七
日
総
務
省
令

第
五
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
八
月
三
〇
日
総
務
省
令

第
八
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
中
小
企
業
の
海
外
に
お
け
る
商
品
の

需
要
の
開
拓
の
促
進
等
の
た
め
の
中
小
企
業
の
新
た
な

事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
四
十
四
号
）
の
施
行

の
日
（
平
成
二
十
四
年
八
月
三
十
日
）
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
九
月
二
八
日
総
務
省
令

第
八
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
四
年
一
一
月
三
〇
日
総
務
省

令
第
九
七
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
五
年
一
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
第
五
号
の
九
様

式
は
、
平
成
二
十
五
年
一
月
一
日
以
後
に
提
出
す
る
地

方
税
法
第
五
十
条
の
六
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
百
二

十
八
条
の
六
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
退
職
所
得
申

告
書
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
三
月
一
三
日
総
務
省
令

第
一
三
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
地
方
消
費
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
社
会
保
障
の
安
定
財
源
の
確
保
等
を
図
る
税
制

の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
の
地
方
税
法
及
び
地
方

交
付
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年

法
律
第
六
十
九
号
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て

「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
の

適
用
を
受
け
る
事
業
者
（
改
正
法
第
一
条
に
よ
る
改
正

後
の
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六

号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第

七
十
二
条
の
七
十
七
第
一
号
に
規
定
す
る
事
業
者
を
い

い
、
新
法
第
七
十
二
条
の
八
十
七
第
一
項
に
規
定
す
る

承
継
相
続
人
を
含
む
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係

る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則

（
次
条
に
お
い
て
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
七
条
の
二

の
四
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
第
二

号
中
「
次
条
及
び
第
七
条
の
二
の
六
」
と
あ
る
の
は

「
以
下
こ
の
項
、
次
条
及
び
第
七
条
の
二
の
六
」
と
、

同
項
第
四
号
中
「
当
該
中
間
申
告
対
象
期
間
に
係
る
消

費
税
法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
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（
同
法
第
四
十
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
た
申
告
書
を
提
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
項

第
四
号
に
掲
げ
る
金
額
）
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
中
間

申
告
対
象
期
間
を
一
の
課
税
期
間
と
み
な
し
た
場
合
に

お
け
る
社
会
保
障
の
安
定
財
源
の
確
保
等
を
図
る
税
制

の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
の
地
方
税
法
及
び
地
方

交
付
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年

法
律
第
六
十
九
号
。
次
号
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と
い

う
。
）
附
則
第
五
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
金
額

か
ら
同
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
た
残
額

（
控
除
し
き
れ
な
か
つ
た
金
額
が
あ
る
場
合
に
お
い
て

は
、
当
該
控
除
し
き
れ
な
か
つ
た
金
額
）
及
び
同
項
第

一
号
ロ
に
掲
げ
る
金
額
か
ら
同
項
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る

金
額
を
控
除
し
た
残
額
（
控
除
し
き
れ
な
か
つ
た
金
額

が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
控
除
し
き
れ
な
か
つ

た
金
額
）
」
と
、
同
項
第
五
号
中
「
前
号
に
掲
げ
る
金

額
に
六
十
三
分
の
十
七
を
乗
じ
て
得
た
金
額
」
と
あ
る

の
は
「
当
該
中
間
申
告
対
象
期
間
を
一
の
課
税
期
間
と

み
な
し
て
改
正
法
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
改
正
法
第
一
条
に
よ
る
改
正

後
の
法
第
七
十
二
条
の
八
十
八
第
一
項
の
規
定
を
適
用

し
て
算
出
し
た
譲
渡
割
額
に
相
当
す
る
金
額
」
と
す

る
。

２
　
前
項
の
事
業
者
は
、
改
正
法
附
則
第
四
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
申
告
書
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
申
告
書
に
係
る
消
費
税
法
（
昭
和
六
十
三
年

法
律
第
百
八
号
）
第
四
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る

中
間
申
告
対
象
期
間
に
係
る
改
正
法
附
則
第
五
条
第

一
項
第
一
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
金
額
の
計
算
に
関

す
る
明
細

二
　
当
該
中
間
申
告
対
象
期
間
に
係
る
改
正
法
附
則
第

五
条
第
一
項
第
二
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
金
額
の
計

算
に
関
す
る
明
細

三
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

第
三
条
　
改
正
法
附
則
第
五
条
第
一
項
又
は
第
四
項
の
規

定
の
適
用
を
受
け
る
事
業
者
に
係
る
新
規
則
第
七
条
の

二
の
五
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
第

三
号
中
「
当
該
課
税
期
間
に
係
る
法
第
七
十
二
条
の
八

十
八
第
一
項
に
規
定
す
る
消
費
税
額
」
と
あ
る
の
は

「
当
該
課
税
期
間
に
係
る
社
会
保
障
の
安
定
財
源
の
確

保
等
を
図
る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
の
地

方
税
法
及
び
地
方
交
付
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
九
号
。
次
号
に
お
い
て

「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
五
条
第
一
項
第
一
号
イ

に
掲
げ
る
金
額
か
ら
同
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
金
額
を

控
除
し
た
残
額
（
控
除
し
き
れ
な
か
つ
た
金
額
が
あ
る

場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
控
除
し
き
れ
な
か
つ
た
金

額
）
及
び
同
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
金
額
か
ら
同
項
第

二
号
ロ
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
た
残
額
（
控
除
し
き

れ
な
か
つ
た
金
額
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
控

除
し
き
れ
な
か
つ
た
金
額
）
」
と
、
同
項
第
四
号
中

「
前
号
に
掲
げ
る
消
費
税
額
を
課
税
標
準
と
し
て
算
定

し
た
譲
渡
割
額
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
課
税
期
間
に
係

る
改
正
法
附
則
第
五
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額

か
ら
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
て
得
た
譲

渡
割
額
」
と
す
る
。

２
　
改
正
法
附
則
第
五
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
の

適
用
を
受
け
る
事
業
者
に
係
る
新
規
則
第
七
条
の
二
の

五
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
第
三
号

中
「
当
該
課
税
期
間
に
係
る
法
第
七
十
二
条
の
八
十
八

第
二
項
に
規
定
す
る
不
足
額
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
課

税
期
間
に
係
る
社
会
保
障
の
安
定
財
源
の
確
保
等
を
図

る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
の
地
方
税
法
及

び
地
方
交
付
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二

十
四
年
法
律
第
六
十
九
号
。
次
号
に
お
い
て
「
改
正

法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
五
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲

げ
る
金
額
か
ら
同
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除

し
た
残
額
（
控
除
し
き
れ
な
か
つ
た
金
額
が
あ
る
場
合

に
お
い
て
は
、
当
該
控
除
し
き
れ
な
か
つ
た
金
額
）
及

び
同
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
金
額
か
ら
同
項
第
二
号
ロ

に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
た
残
額
（
控
除
し
き
れ
な
か

つ
た
金
額
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
控
除
し
き

れ
な
か
つ
た
金
額
）
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
前
号
に

掲
げ
る
不
足
額
に
六
十
三
分
の
十
七
を
乗
じ
て
得
た
金

額
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
課
税
期
間
に
係
る
改
正
法
附

則
第
五
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
か
ら
同
項
第

二
号
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
て
控
除
し
き
れ
な
か
つ

た
金
額
」
と
す
る
。

３
　
改
正
法
附
則
第
五
条
第
五
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け

る
事
業
者
に
係
る
新
規
則
第
七
条
の
二
の
五
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
第
三
号
中
「
当
該
課

税
期
間
に
係
る
法
第
七
十
二
条
の
八
十
八
第
二
項
に
規

定
す
る
不
足
額
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
課
税
期
間
に
係

る
社
会
保
障
の
安
定
財
源
の
確
保
等
を
図
る
税
制
の
抜

本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
の
地
方
税
法
及
び
地
方
交
付

税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律

第
六
十
九
号
。
次
号
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）

附
則
第
五
条
第
一
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
金
額
及
び
同

号
ロ
に
掲
げ
る
金
額
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
前
号
に

掲
げ
る
不
足
額
に
六
十
三
分
の
十
七
を
乗
じ
て
得
た
金

額
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
課
税
期
間
に
係
る
改
正
法
附

則
第
五
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
金
額
」
と
す
る
。

４
　
前
三
項
に
規
定
す
る
事
業
者
は
、
改
正
法
附
則
第
五

条
各
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
た
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
申
告
書
に
係
る
地
方
税
法
第
七
十
二
条
の
七

十
八
第
三
項
に
規
定
す
る
課
税
期
間
に
係
る
改
正
法

附
則
第
五
条
第
一
項
第
一
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
金

額
の
計
算
に
関
す
る
明
細

二
　
当
該
課
税
期
間
に
係
る
改
正
法
附
則
第
五
条
第
一

項
第
二
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
金
額
の
計
算
に
関
す

る
明
細

三
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
三
月
三
〇
日
総
務
省
令

第
三
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、

当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
二
条
の
三
の
八
を
削
る
改
正
規
定
、
第
七
条
の

二
の
二
の
改
正
規
定
、
第
九
条
の
三
を
削
り
、
第
九

条
の
二
の
三
を
第
九
条
の
三
と
す
る
改
正
規
定
、
第

二
十
五
条
か
ら
第
二
十
九
条
ま
で
の
改
正
規
定
及
び

第
三
十
一
条
を
削
り
、
第
三
十
二
条
を
第
三
十
一
条

と
し
、
第
三
十
三
条
を
第
三
十
二
条
と
し
、
第
三
十

四
条
を
第
三
十
三
条
と
す
る
改
正
規
定
並
び
に
附
則

第
三
条
の
規
定
　
平
成
二
十
六
年
一
月
一
日

二
　
附
則
第
六
条
に
四
項
を
加
え
る
改
正
規
定
（
同
条

第
六
十
二
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
　
港
湾
法
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
　
　

　
号
）
附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行

の
日

（
固
定
資
産
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規

則
附
則
第
六
条
第
三
十
五
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
五

年
四
月
一
日
以
後
に
取
得
さ
れ
る
同
項
に
規
定
す
る
国

土
交
通
大
臣
の
証
明
が
さ
れ
た
車
両
に
対
し
て
課
す
る

平
成
二
十
六
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ

い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
取
得
さ
れ
た
こ
の
省
令
に
よ

る
改
正
前
の
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
六
条
第
三
十

八
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
証
明
が
さ
れ
た
車

両
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
六
月
一
二
日
総
務
省
令

第
六
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
一
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、

当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
二
十
四
条
の
二
十
二
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則

第
三
条
の
二
の
十
七
、
第
四
条
の
四
第
九
項
第
一
号

及
び
第
六
条
第
十
八
項
の
改
正
規
定
並
び
に
次
条
か

ら
附
則
第
四
条
ま
で
の
規
定
及
び
附
則
第
七
条
の
規

定
（
総
務
省
関
係
法
令
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け

る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規

則
（
平
成
十
五
年
総
務
省
令
第
四
十
八
号
）
別
表
地

方
税
法
施
行
規
則
の
項
の
改
正
規
定
に
限
る
。
）
　
公

布
の
日

二
　
第
九
条
の
七
及
び
第
九
条
の
八
の
改
正
規
定
並
び

に
附
則
第
五
条
の
規
定
　
平
成
二
十
八
年
十
月
一
日

三
　
附
則
第
十
五
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
、
第
十
九
条

及
び
第
二
十
条
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
七
条
の

規
定
（
総
務
省
関
係
法
令
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お

け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行

規
則
別
表
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百

二
十
六
号
）
の
項
の
改
正
規
定
の
う
ち
「
附
則
第
三

十
五
条
の
三
第
六
項
」
を
「
附
則
第
三
十
五
条
の
三

第
八
項
」
に
改
め
る
部
分
及
び
「
附
則
第
三
十
五
条

の
三
第
十
四
項
」
を
「
附
則
第
三
十
五
条
の
三
第
十

八
項
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
　
平
成
二
十
九
年

一
月
一
日

四
　
附
則
第
三
条
の
二
の
十
七
を
附
則
第
三
条
の
二
の

十
八
と
し
、
附
則
第
三
条
の
二
の
十
六
の
次
に
一
条

を
加
え
る
改
正
規
定
　
不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
　

　
　
号
）
の
施
行
の
日

（
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
る
改
正
後
の

地
方
税
法
施
行
規
則
（
次
条
及
び
附
則
第
四
条
に
お
い

て
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
条
の
二
の
十
七

の
規
定
は
、
同
号
に
定
め
る
日
以
後
の
地
方
税
法
附
則

第
十
一
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
所
の
事
業
の

用
に
供
す
る
施
設
の
取
得
に
対
し
て
課
す
べ
き
不
動
産

取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
の
同
項
に
規
定
す

る
事
業
所
の
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
の
取
得
に
対
し

て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

（
固
定
資
産
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
十
八
項
の
規
定
は
、
附

則
第
一
条
第
一
号
に
定
め
る
日
以
後
に
取
得
さ
れ
る
地

方
税
法
附
則
第
十
五
条
第
四
項
に
規
定
す
る
事
業
所
の

事
業
の
用
に
供
す
る
家
屋
に
対
し
て
課
す
べ
き
平
成
二

十
六
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適

用
し
、
同
日
前
に
取
得
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
事
業

所
の
事
業
の
用
に
供
す
る
家
屋
に
対
し
て
課
す
る
固
定

資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
事
業
所
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
新
規
則
第
二
十
四
条
の
二
十
二
の
規
定
は
、
同

条
に
規
定
す
る
助
成
金
の
支
給
に
係
る
施
設
又
は
設
備
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に
係
る
事
業
所
等
（
地
方
税
法
第
七
百
一
条
の
三
十
一

第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
事
業
所
等
を
い
う
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
行
う
事
業
に
対

し
て
課
す
べ
き
事
業
所
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
附
則
第

一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税

法
施
行
規
則
第
二
十
四
条
の
二
十
二
に
規
定
す
る
助
成

金
の
支
給
に
係
る
施
設
又
は
設
備
に
係
る
事
業
所
等
に

お
い
て
行
う
事
業
に
対
し
て
課
す
る
事
業
所
税
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
六
月
二
八
日
総
務
省
令

第
七
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
九
月
四
日
総
務
省
令
第

八
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
一
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、

当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
八
条
の
二
十
九
第
一
項
、
第
八
条
の
三
十
第
一

項
第
一
号
、
第
八
条
の
三
十
二
第
一
項
第
一
号
イ
、

同
項
第
二
号
イ
及
び
第
八
条
の
三
十
六
第
一
号
並
び

に
第
十
六
号
の
二
十
五
様
式
の
改
正
規
定
　
公
布

の
日

二
　
附
則
第
三
条
の
二
の
八
第
七
号
の
改
正
規
定
　
民

間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等
の

促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平

成
二
十
五
年
法
律
第
三
十
四
号
）
の
施
行
の
日
（
平

成
二
十
五
年
九
月
五
日
）

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
一
月
一
七
日
総
務
省
令

第
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
産
業
競
争
力
強
化
法
の
施
行
の
日

（
平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
三
月
三
一
日
総
務
省
令

第
三
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、

当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
第
六
条
の
五
の
次

に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
令
第
七
条
の
二
の

二
を
削
り
、
同
令
第
七
条
の
二
の
三
を
同
令
第
七
条

の
二
の
二
と
し
、
同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正

規
定
、
同
令
第
八
条
の
五
十
三
の
次
に
一
条
を
加
え

る
改
正
規
定
及
び
同
令
第
十
五
条
の
六
の
二
を
同
令

第
十
五
条
の
六
の
三
と
し
、
同
令
第
十
五
条
の
六
の

次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
　
平
成
二
十
六
年
七

月
一
日

二
　
第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
第
三
条
第
一
項
の

表
（
四
）
の
項
、
第
三
条
の
二
、
第
三
条
の
四
第
二

項
第
二
号
、
第
三
条
の
四
の
二
、
第
三
条
の
四
の
三

第
二
項
第
二
号
、
第
三
条
の
四
の
四
、
第
十
条
第
一

項
の
表
（
八
）
の
項
、
第
十
条
の
二
第
一
項
の
表

（
四
）
の
項
、
第
十
条
の
二
の
四
、
第
十
条
の
二
の

六
第
二
項
第
二
号
及
び
第
十
条
の
二
の
七
第
二
項
第

二
号
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
九
条
中
総
務
省
関

係
法
令
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の

技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
五

年
総
務
省
令
第
四
十
八
号
）
別
表
地
方
税
法
施
行
令

の
項
の
改
正
規
定
　
平
成
二
十
六
年
十
月
一
日

三
　
第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
八
条
の
四

を
削
り
、
同
令
附
則
第
八
条
の
三
の
四
を
同
令
附
則

第
八
条
の
四
と
す
る
改
正
規
定
、
同
令
附
則
第
八
条

の
三
の
三
の
改
正
規
定
及
び
同
令
附
則
第
八
条
の
三

の
二
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
同
令

第
四
十
八
号
の
五
様
式
、
第
四
十
八
号
の
六
様
式
及

び
第
四
十
八
号
の
九
様
式
の
改
正
規
定
　
平
成
二
十

八
年
四
月
一
日

四
　
第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
六
条
に
八

項
を
加
え
る
改
正
規
定
（
同
条
第
六
十
二
項
か
ら
第

六
十
五
項
ま
で
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
　
国
家
戦
略

特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）
附

則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
又
は

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い

う
。
）
の
い
ず
れ
か
遅
い
日

五
　
第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
六
条
に
八

項
を
加
え
る
改
正
規
定
（
同
条
第
六
十
六
項
に
係
る

部
分
に
限
る
。
）
　
都
市
再
生
特
別
措
置
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
　
　
　

号
）
の
施
行
の
日

六
　
第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
第
七
条
の
三
の
三

第
一
項
の
改
正
規
定
及
び
第
十
条
の
七
の
三
の
改
正

規
定
（
同
条
第
六
項
第
一
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）

並
び
に
附
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
　
子
ど
も
・
子

育
て
支
援
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）

の
施
行
の
日

（
個
人
の
道
府
県
民
税
に
係
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施

行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
十

第
二
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
地
方
税
法
施
行
令

（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）
第
七
条
の

四
の
二
第
二
項
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
利
子
の
支
払
の
取

次
ぎ
を
す
る
金
融
機
関
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前

に
同
号
ロ
に
掲
げ
る
利
子
の
支
払
の
取
次
ぎ
を
す
る
金

融
機
関
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
地
方
消
費
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
新
規
則
第
七
条
の
二
の
八
及
び
附
則
第
三
条
の

二
の
三
の
規
定
は
、
平
成
二
十
六
年
三
月
か
ら
五
月
ま

で
の
期
間
を
徴
収
取
扱
費
算
定
期
間
（
地
方
税
法
施
行

令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第

百
三
十
二
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
令
第

三
十
五
条
の
十
七
及
び
附
則
第
六
条
の
十
一
に
規
定
す

る
徴
収
取
扱
費
算
定
期
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
と
す
る
徴
収
取
扱
費
（
社
会
保
障
の
安

定
財
源
の
確
保
等
を
図
る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行

う
た
め
の
地
方
税
法
及
び
地
方
交
付
税
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
九
号
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
地
方
税
法
等
改
正
法
」
と
い

う
。
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法

（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
七
十
二

条
の
百
十
三
第
一
項
及
び
附
則
第
九
条
の
十
四
第
一
項

に
規
定
す
る
徴
収
取
扱
費
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
支
払
か
ら
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に

よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
地
方
消
費

税
の
納
付
額
の
払
込
み
が
あ
る
と
き
は
、
新
規
則
第
七

条
の
二
の
八
及
び
附
則
第
三
条
の
二
の
三
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
七
条
の
二
の
八
第
一
項
中

「
政
令
第
三
十
五
条
の
十
七
第
一
項
」
と
あ
る
の
は

「
地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成

二
十
六
年
政
令
第
百
三
十
二
号
。
附
則
第
三
条
の
二
の

三
第
一
項
に
お
い
て
「
改
正
令
」
と
い
う
。
）
附
則
第

四
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ

れ
る
政
令
第
三
十
五
条
の
十
七
第
一
項
」
と
、
新
規
則

附
則
第
三
条
の
二
の
三
第
一
項
中
「
政
令
附
則
第
六
条

の
十
一
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
改
正
令
附
則
第
四
条

第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る

政
令
附
則
第
六
条
の
十
一
第
一
項
」
と
す
る
。

２
　
平
成
二
十
六
年
三
月
か
ら
五
月
ま
で
の
期
間
を
徴
収

取
扱
費
算
定
期
間
と
す
る
徴
収
取
扱
費
の
支
払
に
つ
い

て
の
新
規
則
第
七
条
の
二
の
八
及
び
附
則
第
三
条
の
二

の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
七
条
の

二
の
八
第
一
項
中
「
徴
収
取
扱
費
基
礎
額
（
政
令
第
三

十
五
条
の
十
七
第
一
項
に
規
定
す
る
」
と
あ
る
の
は

「
平
成
二
十
六
年
三
月
の
徴
収
取
扱
費
基
礎
額
（
地
方

税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
六

年
政
令
第
百
三
十
二
号
。
以
下
こ
の
項
及
び
附
則
第
三

条
の
二
の
三
第
一
項
に
お
い
て
「
改
正
令
」
と
い
う
。
）

附
則
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

さ
れ
る
政
令
第
三
十
五
条
の
十
七
第
一
項
に
規
定
す
る

平
成
二
十
六
年
三
月
の
徴
収
取
扱
費
基
礎
額
を
い
う
。
）

及
び
平
成
二
十
六
年
四
月
及
び
五
月
の
徴
収
取
扱
費
基

礎
額
（
改
正
令
附
則
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
政
令
第
三
十
五
条
の
十
七
第
一

項
に
規
定
す
る
平
成
二
十
六
年
四
月
及
び
五
月
の
」

と
、
新
規
則
附
則
第
三
条
の
二
の
三
第
一
項
中
「
徴
収

取
扱
費
基
礎
額
（
政
令
附
則
第
六
条
の
十
一
第
一
項
に

規
定
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
六
年
三
月
の
徴

収
取
扱
費
基
礎
額
（
改
正
令
附
則
第
四
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
政
令
附
則
第
六
条

の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
平
成
二
十
六
年
三
月
の
徴

収
取
扱
費
基
礎
額
を
い
う
。
）
及
び
平
成
二
十
六
年
四

月
及
び
五
月
の
徴
収
取
扱
費
基
礎
額
（
改
正
令
附
則
第

四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る

政
令
附
則
第
六
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
平
成
二

十
六
年
四
月
及
び
五
月
の
」
と
す
る
。

３
　
地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
地
方
消
費
税
の
納

付
額
の
払
込
み
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
平
成
二
十
六
年

三
月
か
ら
五
月
ま
で
の
期
間
を
徴
収
取
扱
費
算
定
期
間

と
す
る
徴
収
取
扱
費
の
支
払
に
つ
い
て
の
第
一
項
後
段

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
新
規
則
第
七

条
の
二
の
八
及
び
同
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
適
用
さ
れ
る
新
規
則
附
則
第
三
条
の
二
の
三
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
新
規
則
第
七
条
の
二
の
八
第
一
項

中
「
徴
収
取
扱
費
基
礎
額
（
地
方
税
法
施
行
令
の
一
部

を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
百
三
十
二

号
。
附
則
第
三
条
の
二
の
三
第
一
項
に
お
い
て
「
改
正

令
」
と
い
う
。
）
附
則
第
四
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
政
令
第
三
十
五
条
の
十

七
第
一
項
に
規
定
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
六

年
三
月
の
徴
収
取
扱
費
基
礎
額
（
地
方
税
法
施
行
令
の

一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
百
三

十
二
号
。
以
下
こ
の
項
及
び
附
則
第
三
条
の
二
の
三
第

一
項
に
お
い
て
「
改
正
令
」
と
い
う
。
）
附
則
第
四
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
政
令

第
三
十
五
条
の
十
七
第
一
項
に
規
定
す
る
平
成
二
十
六

年
三
月
の
徴
収
取
扱
費
基
礎
額
を
い
う
。
）
及
び
平
成

二
十
六
年
四
月
及
び
五
月
の
徴
収
取
扱
費
基
礎
額
（
改

正
令
附
則
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
さ
れ
る
政
令
第
三
十
五
条
の
十
七
第
一
項
に
規
定

す
る
平
成
二
十
六
年
四
月
及
び
五
月
の
」
と
、
第
一
項

後
段
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
新
規
則

附
則
第
三
条
の
二
の
三
第
一
項
中
「
徴
収
取
扱
費
基
礎

額
（
改
正
令
附
則
第
四
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
政
令
附
則
第
六
条
の
十
一
第

一
項
に
規
定
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
六
年
三

月
の
徴
収
取
扱
費
基
礎
額
（
改
正
令
附
則
第
四
条
第
三
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項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
政
令
附
則

第
六
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
平
成
二
十
六
年
三

月
の
徴
収
取
扱
費
基
礎
額
を
い
う
。
）
及
び
平
成
二
十

六
年
四
月
及
び
五
月
の
徴
収
取
扱
費
基
礎
額
（
改
正
令

附
則
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

さ
れ
る
政
令
附
則
第
六
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る

平
成
二
十
六
年
四
月
及
び
五
月
の
」
と
す
る
。

４
　
平
成
二
十
六
年
六
月
か
ら
八
月
ま
で
の
期
間
を
徴
収

取
扱
費
算
定
期
間
と
す
る
徴
収
取
扱
費
の
支
払
に
つ
い

て
の
新
規
則
第
七
条
の
二
の
八
及
び
附
則
第
三
条
の
二

の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
七
条
の

二
の
八
第
一
項
中
「
政
令
第
三
十
五
条
の
十
七
第
一

項
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正

す
る
政
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
百
三
十
二
号
。
附

則
第
三
条
の
二
の
三
第
一
項
に
お
い
て
「
改
正
令
」
と

い
う
。
）
附
則
第
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
政
令
第
三
十
五
条
の
十
七
第
一
項
」

と
、
新
規
則
附
則
第
三
条
の
二
の
三
第
一
項
中
「
政
令

附
則
第
六
条
の
十
一
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
改
正
令

附
則
第
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

さ
れ
る
政
令
附
則
第
六
条
の
十
一
第
一
項
」
と
す
る
。

５
　
地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
地
方
消
費
税
の
納

付
額
の
払
込
み
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
平
成
二
十
六
年

六
月
か
ら
八
月
ま
で
の
期
間
を
徴
収
取
扱
費
算
定
期
間

と
す
る
徴
収
取
扱
費
の
支
払
に
つ
い
て
の
第
一
項
後
段

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
新
規
則
第
七

条
の
二
の
八
及
び
同
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
適
用
さ
れ
る
新
規
則
附
則
第
三
条
の
二
の
三
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
附
則
第
四

条
第
一
項
後
段
」
と
あ
る
の
は
、
「
附
則
第
四
条
第
五

項
」
と
す
る
。

６
　
平
成
二
十
六
年
九
月
か
ら
十
一
月
ま
で
の
期
間
及
び

同
年
十
二
月
か
ら
平
成
二
十
七
年
二
月
ま
で
の
期
間
を

徴
収
取
扱
費
算
定
期
間
と
す
る
徴
収
取
扱
費
の
支
払
に

つ
い
て
の
新
規
則
第
七
条
の
二
の
八
及
び
附
則
第
三
条

の
二
の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
七

条
の
二
の
八
第
一
項
中
「
政
令
第
三
十
五
条
の
十
七
第

一
項
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改

正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
百
三
十
二
号
。

附
則
第
三
条
の
二
の
三
第
一
項
に
お
い
て
「
改
正
令
」

と
い
う
。
）
附
則
第
四
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
政
令
第
三
十
五
条
の
十
七
第
一

項
」
と
、
新
規
則
附
則
第
三
条
の
二
の
三
第
一
項
中

「
政
令
附
則
第
六
条
の
十
一
第
一
項
」
と
あ
る
の
は

「
改
正
令
附
則
第
四
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
政
令
附
則
第
六
条
の
十
一
第
一
項
」

と
す
る
。

７
　
地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
地
方
消
費
税
の
納

付
額
の
払
込
み
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
平
成
二
十
六
年

九
月
か
ら
十
一
月
ま
で
の
期
間
及
び
同
年
十
二
月
か
ら

平
成
二
十
七
年
二
月
ま
で
の
期
間
を
徴
収
取
扱
費
算
定

期
間
と
す
る
徴
収
取
扱
費
の
支
払
に
つ
い
て
の
第
一
項

後
段
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
新
規
則

第
七
条
の
二
の
八
及
び
同
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
新
規
則
附
則
第
三
条
の
二
の
三
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
附
則

第
四
条
第
一
項
後
段
」
と
あ
る
の
は
、
「
附
則
第
四
条

第
六
項
」
と
す
る
。

（
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
新
規
則
第
七
条
の
三
の
三
第
一
項
の
規
定
は
、

附
則
第
一
条
第
六
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
以
後

の
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
べ
き
不
動
産
取
得
税

に
つ
い
て
適
用
す
る
。

２
　
新
規
則
附
則
第
三
条
の
二
の
十
六
の
規
定
は
、
施
行

日
以
後
に
同
条
に
規
定
す
る
政
府
の
補
助
を
受
け
て
新

築
さ
れ
る
貸
家
住
宅
に
対
し
て
課
す
べ
き
不
動
産
取
得

税
に
つ
い
て
適
用
し
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
地

方
税
法
施
行
規
則
（
附
則
第
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項

に
お
い
て
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
条
の
二

の
十
六
に
規
定
す
る
政
府
の
補
助
を
受
け
て
新
築
さ
れ

た
貸
家
住
宅
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
自
動
車
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条
　
新
規
則
第
十
六
号
の
九
様
式
は
、
施
行
日
以
後

の
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
べ
き
自
動
車
取
得
税

に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
自
動
車
の
取
得
に
対

し
て
課
す
る
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

（
固
定
資
産
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
十
項
の
規
定
は
、
施
行

日
以
後
に
取
得
さ
れ
る
同
項
に
規
定
す
る
施
設
に
対
し

て
課
す
べ
き
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日

前
に
取
得
さ
れ
た
旧
規
則
附
則
第
六
条
第
十
項
に
規
定

す
る
施
設
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
規
則
附
則
第
七
条
第
五
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以

後
に
同
項
に
規
定
す
る
政
府
の
補
助
を
受
け
て
新
築
さ

れ
る
貸
家
住
宅
に
対
し
て
課
す
べ
き
平
成
二
十
七
年
度

以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
旧

規
則
附
則
第
七
条
第
五
項
に
規
定
す
る
政
府
の
補
助
を

受
け
て
新
築
さ
れ
た
貸
家
住
宅
に
対
し
て
課
す
る
固
定

資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
市
町
村
は
、
平
成
二
十
六
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に

限
り
、
地
方
税
法
第
三
百
四
十
一
条
第
十
二
号
及
び
第

十
三
号
に
規
定
す
る
家
屋
課
税
台
帳
及
び
家
屋
補
充
課

税
台
帳
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
二
十
五
号
様

式
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で

き
る
。

４
　
市
町
村
は
、
平
成
二
十
六
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に

限
り
、
地
方
税
法
第
三
百
六
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す

る
課
税
明
細
書
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
二
十

五
号
の
二
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
こ
と
が
で
き
る
。

５
　
市
町
村
は
、
平
成
二
十
六
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に

限
り
、
地
方
税
法
第
三
百
六
十
四
条
第
七
項
（
同
法
第

七
百
四
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
納
税
通
知
書
の
様
式
に
つ
い
て

は
、
新
規
則
第
二
十
五
号
の
三
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
事
業
所
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
七
条
　
公
的
年
金
制
度
の
健
全
性
及
び
信
頼
性
の
確
保

の
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
六
十
三
号
）
附
則
第
三
条

第
十
一
号
に
規
定
す
る
存
続
厚
生
年
金
基
金
に
対
す
る

新
規
則
第
二
十
四
条
の
七
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
同
号
中
「
消
費
生
活
協
同
組
合
連
合
会
」
と

あ
る
の
は
、
「
消
費
生
活
協
同
組
合
連
合
会
、
公
的
年

金
制
度
の
健
全
性
及
び
信
頼
性
の
確
保
の
た
め
の
厚
生

年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十

五
年
法
律
第
六
十
三
号
）
附
則
第
三
条
第
十
一
号
に
規

定
す
る
存
続
厚
生
年
金
基
金
」
と
す
る
。

２
　
公
的
年
金
制
度
の
健
全
性
及
び
信
頼
性
の
確
保
の
た

め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附

則
第
三
条
第
十
三
号
に
規
定
す
る
存
続
連
合
会
に
対
す

る
新
規
則
第
二
十
四
条
の
七
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
同
号
中
「
消
費
生
活
協
同
組
合
連
合
会
」

と
あ
る
の
は
、
「
消
費
生
活
協
同
組
合
連
合
会
、
公
的

年
金
制
度
の
健
全
性
及
び
信
頼
性
の
確
保
の
た
め
の
厚

生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二

十
五
年
法
律
第
六
十
三
号
）
附
則
第
三
条
第
十
三
号
に

規
定
す
る
存
続
連
合
会
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
六
月
一
三
日
総
務
省
令

第
五
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
六
年
六
月
三
〇
日
総
務
省
令

第
五
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
第
六
号
様
式
別
表
一
記
載
要
領
４
の
改
正
規
定

（
「
当
期
発
生
額
②
」
の
欄
の
金
額
（
」
の
次
に
「
連
結

地
方
法
人
税
個
別
帰
属
額
及
び
」
を
加
え
る
部
分
に
限

る
。
）
、
第
七
号
の
二
様
式
の
表
の
改
正
規
定
、
第
七
号

の
二
様
式
記
載
要
領
の
改
正
規
定
（
同
様
式
記
載
要
領

４
（
２
）
中
「
第
６
号
様
式
別
表
４
の
２
」
を
「
第
７

号
の
２
様
式
別
表
２
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第

七
号
の
二
様
式
別
表
一
の
表
、
第
七
号
の
二
様
式
別
表

一
記
載
要
領
、
第
七
号
の
二
様
式
別
表
二
の
表
、
第
七

号
の
二
様
式
別
表
二
記
載
要
領
、
第
七
号
の
二
様
式
別

表
三
記
載
要
領
１
、
第
七
号
の
二
様
式
別
表
四
記
載
要

領
１
、
第
七
号
の
二
様
式
別
表
五
記
載
要
領
１
及
び
第

七
号
の
二
様
式
別
表
六
記
載
要
領
１
の
改
正
規
定
、
第

二
十
号
様
式
別
表
一
記
載
要
領
４
の
改
正
規
定
（
「
当

期
発
生
額
②
」
の
欄
の
金
額
（
」
の
次
に
「
連
結
地
方

法
人
税
個
別
帰
属
額
及
び
」
を
加
え
る
部
分
に
限
る
。
）

並
び
に
第
二
十
号
の
四
様
式
の
表
、
第
二
十
号
の
四
様

式
記
載
要
領
、
第
二
十
号
の
四
様
式
別
表
一
の
表
、
第

二
十
号
の
四
様
式
別
表
一
記
載
要
領
、
第
二
十
号
の
四

様
式
別
表
二
の
表
、
第
二
十
号
の
四
様
式
別
表
二
記
載

要
領
、
第
二
十
号
の
四
様
式
別
表
三
記
載
要
領
１
、
第

二
十
号
の
四
様
式
別
表
四
記
載
要
領
１
、
第
二
十
号
の

四
様
式
別
表
五
記
載
要
領
１
及
び
第
二
十
号
の
四
様
式

別
表
六
記
載
要
領
１
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
六
年

十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
一
二
月
二
二
日
総
務
省

令
第
九
六
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個

人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
附
則
第
一
条
第

四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た

だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定

め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
附
則
第
十
三
条
の
三
の
改
正
規
定
（
同
条
第
六
項

第
一
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
　
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建

替
え
の
円
滑
化
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
八
十
号
）
の
施
行

の
日
（
平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
四
日
）

二
　
第
三
号
様
式
別
表
裏
面
の
改
正
規
定
　
平
成
二
十

七
年
一
月
一
日

三
　
第
九
号
の
二
様
式
、
第
九
号
の
三
様
式
、
第
十
二

号
の
四
様
式
、
第
十
二
号
の
四
の
二
様
式
、
第
十
二

号
の
四
の
三
様
式
、
第
十
二
号
の
八
様
式
及
び
第
十

二
号
の
十
四
様
式
の
改
正
規
定
　
平
成
二
十
八
年
一

月
一
日

四
　
第
九
条
の
六
及
び
第
九
条
の
八
第
四
項
の
改
正
規

定
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と

い
う
。
）
の
属
す
る
年
の
翌
年
の
四
月
一
日
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（
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規

則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
三
第
二

項
第
三
号
、
第
五
号
及
び
第
八
号
の
規
定
は
、
施
行
日

の
属
す
る
年
の
翌
年
の
四
月
一
日
の
属
す
る
年
度
以
後

の
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に

つ
い
て
適
用
し
、
当
該
年
度
の
前
年
度
分
ま
で
の
個
人

の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
規
則
第
二
条
の
三
の
三
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二

号
、
第
二
項
第
一
号
並
び
に
第
三
項
、
第
二
条
の
三
の

六
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
第
二
項
、
第
二

条
の
五
第
二
項
第
一
号
及
び
第
三
項
並
び
に
附
則
第
二

条
第
二
項
第
一
号
ハ
及
び
第
三
項
第
四
号
の
規
定
は
、

施
行
日
以
後
に
行
わ
れ
る
地
方
税
法
（
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
第
四
十
五
条
の
三
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第

二
項
、
第
四
十
五
条
の
三
の
三
第
一
項
、
第
五
十
条
の

七
第
一
項
、
第
三
百
十
七
条
の
三
の
二
第
一
項
若
し
く

は
第
二
項
、
第
三
百
十
七
条
の
三
の
三
第
一
項
、
第
三

百
二
十
八
条
の
七
第
一
項
又
は
附
則
第
四
条
第
十
四
項

の
規
定
に
よ
る
申
告
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に

行
わ
れ
た
法
第
四
十
五
条
の
三
の
二
第
一
項
若
し
く
は

第
二
項
、
第
四
十
五
条
の
三
の
三
第
一
項
、
第
五
十
条

の
七
第
一
項
、
第
三
百
十
七
条
の
三
の
二
第
一
項
若
し

く
は
第
二
項
、
第
三
百
十
七
条
の
三
の
三
第
一
項
、
第

三
百
二
十
八
条
の
七
第
一
項
又
は
附
則
第
四
条
第
十
四

項
の
規
定
に
よ
る
申
告
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

３
　
新
規
則
第
九
条
の
六
及
び
第
九
条
の
八
第
四
項
の
規

定
は
、
施
行
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
の
四
月
一
日
以
後

に
行
わ
れ
る
法
第
三
百
二
十
一
条
の
七
の
三
又
は
第
三

百
二
十
一
条
の
七
の
五
第
一
項
（
法
第
三
百
二
十
一
条

の
七
の
八
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定

に
よ
る
通
知
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
行
わ
れ
た

法
第
三
百
二
十
一
条
の
七
の
三
又
は
第
三
百
二
十
一
条

の
七
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４
　
新
規
則
第
十
条
第
六
項
第
一
号
、
第
十
条
の
二
の
二

第
一
号
、
第
十
条
の
二
の
三
第
一
号
及
び
附
則
第
十
三

条
の
三
第
六
項
第
一
号
イ
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に

提
出
す
る
地
方
税
法
施
行
令
（
以
下
「
政
令
」
と
い

う
。
）
第
四
十
八
条
の
九
の
八
第
一
項
、
第
四
十
八
条

の
九
の
九
第
一
項
（
政
令
第
四
十
八
条
の
十
七
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
若
し
く
は
新
規
則
附
則
第
十
三
条
の
三
第
六
項

に
規
定
す
る
申
請
書
又
は
政
令
第
四
十
八
条
の
九
の
十

（
政
令
第
四
十
八
条
の
十
七
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す

る
届
出
書
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
提
出
し
た

政
令
第
四
十
八
条
の
九
の
八
第
一
項
、
第
四
十
八
条
の

九
の
九
第
一
項
若
し
く
は
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の

地
方
税
法
施
行
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）

附
則
第
十
三
条
の
三
第
六
項
に
規
定
す
る
申
請
書
又
は

政
令
第
四
十
八
条
の
九
の
十
に
規
定
す
る
届
出
書
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

５
　
新
規
則
第
三
条
の
二
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
並

び
に
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
第
十
条
の
二

の
四
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
第
三
項
第
一

号
及
び
第
二
号
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
提
出
す
る

政
令
第
九
条
の
七
第
十
五
項
若
し
く
は
第
二
十
五
項
又

は
第
四
十
八
条
の
十
三
第
十
六
項
若
し
く
は
第
二
十
六

項
に
規
定
す
る
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に

提
出
し
た
政
令
第
九
条
の
七
第
十
五
項
若
し
く
は
第
二

十
五
項
又
は
第
四
十
八
条
の
十
三
第
十
六
項
若
し
く
は

第
二
十
六
項
に
規
定
す
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

６
　
新
規
則
第
三
条
の
二
の
二
第
二
項
第
一
号
、
第
三
条

の
四
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
二
項
第
一
号
及
び
第
三

項
第
一
号
、
第
三
条
の
四
の
四
第
一
項
第
一
号
及
び
第

二
号
、
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
第
三
項
第

一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
第
十
条
の
二
の
五
第
二
項
第

一
号
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
行
わ
れ
る
法
第
五
十

三
条
第
三
十
三
項
若
し
く
は
第
三
百
二
十
一
条
の
八
第

三
十
三
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
又
は
法
第
五
十
五
条
の

三
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
若
し
く
は
第
五
十
五
条
の

五
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
つ

い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
法
第
五
十
三
条

第
三
十
三
項
若
し
く
は
第
三
百
二
十
一
条
の
八
第
三
十

三
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
又
は
法
第
五
十
五
条
の
三
第

一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
若
し
く
は
第
五
十
五
条
の
五
第

一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
事
業
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
新
規
則
第
四
条
の
三
の
二
第
二
項
第
一
号
、
第

五
条
の
三
第
一
項
第
一
号
、
第
二
項
第
一
号
及
び
第
三

項
第
一
号
、
第
五
条
の
五
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二

号
、
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
第
三
項
第
一

号
及
び
第
二
号
並
び
に
第
六
条
の
四
第
二
項
第
一
号
の

規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
行
わ
れ
る
法
第
七
十
二
条
の

二
十
四
の
十
第
四
項
若
し
く
は
第
七
十
二
条
の
四
十
八

の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
又
は
法
第
七
十
二
条

の
三
十
九
の
三
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
若
し
く
は
第

七
十
二
条
の
三
十
九
の
五
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の

規
定
に
よ
る
通
知
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
行

わ
れ
た
法
第
七
十
二
条
の
二
十
四
の
十
第
四
項
若
し
く

は
第
七
十
二
条
の
四
十
八
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る

請
求
又
は
法
第
七
十
二
条
の
三
十
九
の
三
第
一
項
か
ら

第
三
項
ま
で
若
し
く
は
第
七
十
二
条
の
三
十
九
の
五
第

一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
規
則
第
七
条
の
二
第
二
号
の
規
定
は
、
施
行
日
の

属
す
る
年
以
後
の
年
分
の
所
得
に
係
る
個
人
の
事
業
税

に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
の
属
す
る
年
の
前
年
以
前

の
年
分
の
所
得
に
係
る
個
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
地
方
消
費
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
新
規
則
第
七
条
の
二
の
四
第
一
項
第
一
号
、
第

七
条
の
二
の
五
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
第
一
号
並

び
に
第
七
条
の
二
の
六
第
一
項
第
二
号
の
規
定
は
、
施

行
日
以
後
に
開
始
す
る
課
税
期
間
（
消
費
税
法
（
昭
和

六
十
三
年
法
律
第
百
八
号
）
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定

す
る
課
税
期
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
係
る
法
第
七
十
二
条
の
八
十
七
、
第
七
十
二

条
の
八
十
八
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
七
十
二

条
の
八
十
九
第
一
項
に
規
定
す
る
申
告
書
に
つ
い
て
適

用
し
、
施
行
日
前
に
開
始
し
た
課
税
期
間
に
係
る
法
第

七
十
二
条
の
八
十
七
、
第
七
十
二
条
の
八
十
八
第
一
項

若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
七
十
二
条
の
八
十
九
第
一
項

に
規
定
す
る
申
告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。

（
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条
　
新
規
則
附
則
第
四
条
第
四
項
第
一
号
イ
及
び
第

二
号
イ
、
第
五
項
第
一
号
並
び
に
第
十
一
項
第
一
号
の

規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
提
出
す
る
政
令
附
則
第
十
条

第
六
項
、
第
七
項
又
は
第
十
六
項
に
規
定
す
る
届
出
書

に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
提
出
し
た
政
令
附
則

第
十
条
第
六
項
、
第
七
項
又
は
第
十
六
項
に
規
定
す
る

届
出
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
規
則
附
則
第
四
条
第
十
四
項
第
一
号
の
規
定
は
、

施
行
日
以
後
に
行
わ
れ
る
政
令
附
則
第
十
条
第
二
十
項

の
規
定
に
よ
る
通
知
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に

行
わ
れ
た
政
令
附
則
第
十
条
第
二
十
項
の
規
定
に
よ
る

通
知
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
自
動
車
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条
　
新
規
則
附
則
第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
ロ
及

び
第
二
項
第
一
号
ロ
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
提
出

す
る
新
規
則
附
則
第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第

二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
施

行
日
前
に
提
出
し
た
旧
規
則
附
則
第
二
十
三
条
第
一
項

第
一
号
又
は
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
書
類
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
軽
油
引
取
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
七
条
　
新
規
則
第
八
条
の
三
十
八
第
一
項
第
一
号
及
び

第
四
号
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
提
出
す
る
政
令
第

四
十
三
条
の
十
五
第
一
項
に
規
定
す
る
申
請
書
に
つ
い

て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
提
出
し
た
政
令
第
四
十
三
条

の
十
五
第
一
項
に
規
定
す
る
申
請
書
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
規
則
第
八
条
の
四
十
一
第
一
号
イ
、
第
二
号
イ
及

び
第
三
号
イ
並
び
に
第
八
条
の
四
十
八
第
一
号
の
規
定

は
、
施
行
日
以
後
に
行
わ
れ
る
法
第
百
四
十
四
条
の
三

十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
又
は
施
行
日

以
後
に
製
造
す
る
軽
油
に
係
る
法
第
百
四
十
四
条
の
三

十
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
つ
い
て
適
用
し
、

施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
法
第
百
四
十
四
条
の
三
十
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
又
は
施
行
日
前
に
製

造
し
た
軽
油
に
係
る
法
第
百
四
十
四
条
の
三
十
五
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

（
自
動
車
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
八
条
　
新
規
則
附
則
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号

ロ
及
び
第
二
項
第
一
号
イ
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に

提
出
す
る
新
規
則
附
則
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
第
一

号
又
は
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
書
類
に
つ
い
て
適

用
し
、
施
行
日
前
に
提
出
し
た
旧
規
則
附
則
第
二
十
三

条
の
二
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す

る
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
九
条
　
新
規
則
附
則
第
二
十
四
条
第
十
二
項
第
一
号

イ
、
第
二
号
イ
、
第
三
号
イ
及
び
第
四
号
イ
の
規
定

は
、
施
行
日
以
後
に
提
出
す
る
新
規
則
附
則
第
二
十
四

条
第
十
二
項
各
号
に
規
定
す
る
書
類
に
つ
い
て
適
用

し
、
施
行
日
前
に
提
出
し
た
旧
規
則
附
則
第
二
十
四
条

第
十
二
項
各
号
に
規
定
す
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

（
軽
自
動
車
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
条
　
新
規
則
附
則
第
二
十
五
条
第
一
項
第
一
号
ロ
、

第
二
項
第
一
号
ロ
、
第
三
項
第
一
号
ロ
、
第
四
項
第
一

号
ロ
、
第
五
項
第
一
号
ロ
、
第
六
項
第
一
号
ロ
、
第
七

項
第
一
号
イ
、
第
八
項
第
一
号
イ
及
び
第
九
項
第
一
号

イ
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
提
出
す
る
新
規
則
附
則

第
二
十
五
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
項
第
一
号
、
第
三

項
第
一
号
、
第
四
項
第
一
号
、
第
五
項
第
一
号
、
第
六

項
第
一
号
、
第
七
項
第
一
号
、
第
八
項
第
一
号
又
は
第

九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
施

行
日
前
に
提
出
し
た
旧
規
則
附
則
第
二
十
五
条
第
一
項

第
一
号
、
第
二
項
第
一
号
、
第
三
項
第
一
号
、
第
四
項

第
一
号
、
第
五
項
第
一
号
、
第
六
項
第
一
号
、
第
七
項
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第
一
号
、
第
八
項
第
一
号
又
は
第
九
項
第
一
号
に
規
定

す
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
特
別
土
地
保
有
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
一
条
　
新
規
則
第
十
六
条
の
十
八
第
一
号
の
規
定

（
土
地
に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
関
す
る

部
分
に
限
る
。
）
は
、
施
行
日
の
属
す
る
年
の
翌
年

（
当
該
日
が
一
月
一
日
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当

該
日
の
属
す
る
年
）
の
四
月
一
日
の
属
す
る
年
度
以
後

の
年
度
分
の
土
地
に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税

に
つ
い
て
適
用
し
、
当
該
年
度
の
前
年
度
分
ま
で
の
土

地
に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
規
則
第
十
六
条
の
十
八
第
一
号
の
規
定
（
土
地
の

取
得
に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
関
す
る
部

分
に
限
る
。
）
は
、
施
行
日
以
後
の
土
地
の
取
得
に
対

し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施

行
日
前
の
土
地
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保

有
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
新
規
則
第
十
六
条
の
二
十
五
第
一
号
の
規
定
は
、
施

行
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
（
当
該
日
が
一
月
一
日
で
あ

る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
日
の
属
す
る
年
）
の
四
月

一
日
の
属
す
る
年
度
以
後
の
年
度
分
の
遊
休
土
地
に
対

し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
当

該
年
度
の
前
年
度
分
ま
で
の
遊
休
土
地
に
対
し
て
課
す

る
特
別
土
地
保
有
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。

（
電
子
計
算
機
を
使
用
し
て
作
成
す
る
地
方
税
関
係
帳

簿
書
類
の
保
存
方
法
等
の
特
例
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
二
条
　
新
規
則
第
二
十
七
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二

十
八
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
第
一
号
並
び
に
第

二
十
九
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に

提
出
す
る
法
第
七
百
五
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
七
百

五
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
申
請
書
又
は
法
第
七
百

五
十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
に
規
定
す
る
届
出

書
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
提
出
し
た
法
第
七

百
五
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
七
百
五
十
二
条
第
一
項

に
規
定
す
る
申
請
書
又
は
法
第
七
百
五
十
一
条
第
一
項

若
し
く
は
第
二
項
に
規
定
す
る
届
出
書
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
規
則
第
二
十
七
条
第
四
項
第
一
号
の
規
定
は
、
施

行
日
以
後
に
行
わ
れ
る
法
第
七
百
五
十
条
第
五
項
の
規

定
に
よ
る
通
知
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
行
わ

れ
た
同
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
三
月
三
一
日
総
務
省
令

第
三
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、

当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
六
条
の
六
、
第
七
条
の
二
の
三
、
第
八
条
の
五

十
三
の
二
及
び
第
十
五
条
の
六
の
二
の
改
正
規
定
　

平
成
二
十
七
年
七
月
一
日

二
　
第
二
十
五
条
及
び
第
二
十
六
条
の
改
正
規
定
並
び

に
附
則
第
九
条
の
規
定
　
平
成
二
十
七
年
九
月
三

十
日

三
　
第
二
条
の
二
第
三
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条

第
二
項
の
次
に
三
項
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
二
条

の
三
、
第
二
条
の
三
の
二
第
二
項
、
第
二
条
の
三
の

三
、
第
二
条
の
三
の
四
第
二
項
、
第
二
条
の
三
の
五

第
二
項
及
び
第
二
条
の
三
の
六
の
改
正
規
定
並
び
に

次
条
及
び
附
則
第
十
条
の
規
定
（
総
務
省
関
係
法
令

に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の

利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
総
務

省
令
第
四
十
八
号
）
別
表
地
方
税
法
施
行
令
の
項
の

改
正
規
定
（
「
第
九
条
の
九
の
八
第
二
項
、
第
九
条

の
九
の
九
第
二
項
」
を
「
第
九
条
の
九
の
四
第
二

項
、
第
九
条
の
九
の
五
第
二
項
」
に
改
め
る
部
分
に

限
る
。
）
に
限
る
。
）
　
平
成
二
十
八
年
一
月
一
日

四
　
第
三
条
第
一
項
の
表
（
四
）
の
改
正
規
定
、
第
三

条
の
二
の
改
正
規
定
（
同
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
係

る
部
分
を
除
く
。
）
並
び
に
第
十
条
第
一
項
の
表

（
八
）
及
び
第
十
条
の
二
第
一
項
の
表
（
四
）
並
び

に
第
十
条
の
二
の
四
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
四

条
の
二
及
び
第
八
条
の
四
の
改
正
規
定
並
び
に
第
四

十
八
号
の
二
様
式
か
ら
第
四
十
八
号
の
九
様
式
ま
で

を
削
る
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
五
条
及
び
第
八
条

の
規
定
並
び
に
附
則
第
十
条
の
規
定
（
総
務
省
関
係

法
令
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技

術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
別
表
地
方
税
法

（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
の
項
の

改
正
規
定
（
「
第
十
四
条
の
十
八
第
二
項
」
の
下
に

「
（
第
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
、
第
十
五
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、

第
七
項
及
び
第
八
項
（
同
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま

で
に
つ
い
て
は
第
一
条
第
二
項
に
お
い
て
、
第
十
五

条
の
二
第
七
項
及
び
第
八
項
に
つ
い
て
は
第
一
条
第

二
項
及
び
第
十
五
条
の
六
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
五
条
の
二
の
二
第
一

項
及
び
第
二
項
（
同
条
第
一
項
に
つ
い
て
は
第
一
条

第
二
項
、
第
十
五
条
の
五
の
二
第
三
項
、
第
十
五
条

の
六
の
二
第
三
項
、
第
五
十
五
条
の
二
第
三
項
、
第

五
十
五
条
の
四
第
三
項
、
第
七
十
二
条
の
三
十
八
の

二
第
十
二
項
、
第
七
十
二
条
の
三
十
九
の
二
第
三

項
、
第
七
十
二
条
の
三
十
九
の
四
第
三
項
、
第
七
十

二
条
の
五
十
七
の
二
第
三
項
、
第
七
十
三
条
の
二
十

五
第
三
項
、
第
百
二
十
五
条
第
五
項
、
第
百
四
十
四

条
の
二
十
九
第
二
項
、
第
三
百
二
十
一
条
の
七
の
十

二
第
三
項
、
第
三
百
二
十
一
条
の
十
一
の
二
第
三

項
、
第
三
百
二
十
一
条
の
十
一
の
三
第
三
項
及
び
第

六
百
一
条
第
六
項
並
び
に
附
則
第
二
十
九
条
の
四
第

二
項
、
第
二
十
九
条
の
五
第
十
項
及
び
第
三
十
一
条

の
三
の
四
第
七
項
に
お
い
て
、
第
十
五
条
の
二
の
二

第
二
項
に
つ
い
て
は
第
一
条
第
二
項
、
第
十
五
条
の

六
の
二
第
三
項
、
第
五
十
五
条
の
二
第
三
項
、
第
五

十
五
条
の
四
第
三
項
、
第
七
十
二
条
の
三
十
八
の
二

第
十
二
項
、
第
七
十
二
条
の
三
十
九
の
二
第
三
項
、

第
七
十
二
条
の
三
十
九
の
四
第
三
項
、
第
七
十
二
条

の
五
十
七
の
二
第
三
項
、
第
七
十
三
条
の
二
十
五
第

三
項
、
第
百
二
十
五
条
第
五
項
、
第
百
四
十
四
条
の

二
十
九
第
二
項
、
第
三
百
二
十
一
条
の
七
の
十
二
第

三
項
、
第
三
百
二
十
一
条
の
十
一
の
二
第
三
項
、
第

三
百
二
十
一
条
の
十
一
の
三
第
三
項
及
び
第
六
百
一

条
第
六
項
並
び
に
附
則
第
二
十
九
条
の
四
第
二
項
、

第
二
十
九
条
の
五
第
十
項
及
び
第
三
十
一
条
の
三
の

四
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第

十
五
条
の
三
第
三
項
（
第
一
条
第
二
項
、
第
十
五
条

の
五
の
三
第
二
項
、
第
十
五
条
の
六
の
三
第
二
項
、

第
五
十
五
条
の
二
第
四
項
、
第
五
十
五
条
の
四
第
四

項
、
第
七
十
二
条
の
三
十
八
の
二
第
十
二
項
、
第
七

十
二
条
の
三
十
九
の
二
第
四
項
、
第
七
十
二
条
の
三

十
九
の
四
第
四
項
、
第
七
十
二
条
の
五
十
七
の
二
第

四
項
、
第
百
二
十
五
条
第
五
項
、
第
百
四
十
四
条
の

二
十
九
第
二
項
、
第
三
百
二
十
一
条
の
七
の
十
二
第

四
項
、
第
三
百
二
十
一
条
の
十
一
の
二
第
四
項
、
第

三
百
二
十
一
条
の
十
一
の
三
第
四
項
及
び
第
六
百
一

条
第
六
項
並
び
に
附
則
第
二
十
九
条
の
四
第
二
項
、

第
二
十
九
条
の
五
第
十
項
及
び
第
三
十
一
条
の
三
の

四
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」

を
、
「
第
十
五
条
の
四
第
二
項
」
の
下
に
「
、
第
十

五
条
の
六
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
」
を
加
え
る
部

分
に
限
る
。
）
及
び
同
令
別
表
地
方
税
法
施
行
令
の

項
の
改
正
規
定
（
「
第
九
条
の
七
第
十
五
項
、
第
二

十
五
項
及
び
第
二
十
九
項
」
を
「
第
九
条
の
七
第
十

六
項
、
第
二
十
六
項
及
び
第
三
十
項
」
に
、
「
第
四

十
八
条
の
十
三
第
十
六
項
、
第
二
十
六
項
及
び
第
三

十
項
」
を
「
第
四
十
八
条
の
十
三
第
十
七
項
、
第
二

十
七
項
及
び
第
三
十
一
項
」
に
改
め
る
部
分
に
限

る
。
）
に
限
る
。
）
　
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日

五
　
略

六
　
附
則
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
十
四
条

の
二
第
二
項
の
改
正
規
定
　
官
公
需
に
つ
い
て
の
中

小
企
業
者
の
受
注
の
確
保
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
　
　
　

号
）
の
施
行
の
日

七
　
附
則
第
七
条
第
八
項
及
び
第
九
項
の
改
正
規
定
並

び
に
附
則
第
七
条
第
六
項
の
規
定
　
行
政
手
続
に
お

け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用

等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七

号
）
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行

の
日

（
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規

則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
二
第
三

項
か
ら
第
五
項
ま
で
並
び
に
第
二
条
の
三
第
二
項
第
八

号
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
九
年
度
以
後
の

年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
係

る
地
方
税
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
五
条

の
二
第
一
項
及
び
第
三
百
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定

す
る
申
告
書
を
提
出
す
る
場
合
（
法
第
四
十
五
条
の
三

第
一
項
及
び
第
三
百
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
平

成
二
十
八
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市

町
村
民
税
に
係
る
法
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
及
び
第

三
百
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
申
告
書
を
提
出

し
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
規
則
第
二
条
の
三
の
二
第
二
項
並
び
に
第
二
条
の

三
の
三
第
一
項
（
同
項
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

、
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
八
年
一

月
一
日
以
後
に
支
払
を
受
け
る
べ
き
所
得
税
法
（
昭
和

四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規

定
す
る
給
与
等
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
給
与
等
」

と
い
う
。
）
に
係
る
法
第
四
十
五
条
の
三
の
二
第
一
項

及
び
第
三
百
十
七
条
の
三
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
申

告
書
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
給
与
所
得
者
の
扶
養

親
族
申
告
書
」
と
い
う
。
）
又
は
法
第
四
十
五
条
の
三

の
二
第
二
項
及
び
第
三
百
十
七
条
の
三
の
二
第
二
項
に

規
定
す
る
申
告
書
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
給
与
所

得
者
の
扶
養
親
族
異
動
申
告
書
」
と
い
う
。
）
を
提
出

す
る
場
合
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
支
払
を
受
け

る
べ
き
給
与
等
に
係
る
給
与
所
得
者
の
扶
養
親
族
申
告

書
又
は
給
与
所
得
者
の
扶
養
親
族
異
動
申
告
書
を
提
出

し
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
新
規
則
第
二
条
の
三
の
五
第
二
項
並
び
に
第
二
条
の

三
の
六
第
一
項
（
同
項
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

、
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
八
年
一

月
一
日
以
後
に
支
払
を
受
け
る
べ
き
所
得
税
法
第
二
百

三
条
の
二
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
（
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
公
的
年
金
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
法
第
四

十
五
条
の
三
の
三
第
一
項
及
び
第
三
百
十
七
条
の
三
の

三
第
一
項
に
規
定
す
る
申
告
書
（
法
第
四
十
五
条
の
三
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の
三
第
二
項
及
び
第
三
百
十
七
条
の
三
の
三
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
提
出
す
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
公
的
年
金
等
受
給
者
の
扶
養
親
族
申
告
書
」

と
い
う
。
）
を
提
出
す
る
場
合
に
つ
い
て
適
用
し
、
同

日
前
に
支
払
を
受
け
る
べ
き
公
的
年
金
等
に
係
る
公
的

年
金
等
受
給
者
の
扶
養
親
族
申
告
書
を
提
出
し
た
場
合

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
地
方
消
費
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
平
成
二
十
七
年
三
月
か
ら
五
月
ま
で
の
期
間
を

徴
収
取
扱
費
算
定
期
間
（
地
方
税
法
施
行
令
第
三
十
五

条
の
十
七
第
一
項
及
び
附
則
第
六
条
の
十
一
第
一
項
に

規
定
す
る
徴
収
取
扱
費
算
定
期
間
を
い
う
。
次
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
と
す
る
徴
収
取
扱
費
（
法
第
七
十
二
条

の
百
十
三
第
一
項
及
び
附
則
第
九
条
の
十
四
第
一
項
に

規
定
す
る
徴
収
取
扱
費
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
支
払
に
つ
い
て
の
新
規
則
第
七
条
の
二
の
八

及
び
附
則
第
三
条
の
二
の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
新
規
則
第
七
条
の
二
の
八
第
一
項
中
「
徴
収
取
扱

費
基
礎
額
（
政
令
第
三
十
五
条
の
十
七
第
一
項
に
規
定

す
る
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
七
年
三
月
の
徴
収
取

扱
費
基
礎
額
（
地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る

政
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
六
号
。
以
下
こ

の
項
及
び
附
則
第
三
条
の
二
の
三
第
一
項
に
お
い
て

「
改
正
令
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
政
令
第
三
十
五
条
の
十

七
第
一
項
に
規
定
す
る
平
成
二
十
七
年
三
月
の
徴
収
取

扱
費
基
礎
額
を
い
う
。
）
及
び
平
成
二
十
七
年
四
月
及

び
五
月
の
徴
収
取
扱
費
基
礎
額
（
改
正
令
附
則
第
三
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
政
令

第
三
十
五
条
の
十
七
第
一
項
に
規
定
す
る
平
成
二
十
七

年
四
月
及
び
五
月
の
」
と
、
新
規
則
附
則
第
三
条
の
二

の
三
第
一
項
中
「
徴
収
取
扱
費
基
礎
額
（
政
令
附
則
第

六
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
平

成
二
十
七
年
三
月
の
徴
収
取
扱
費
基
礎
額
（
改
正
令
附

則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ

れ
る
政
令
附
則
第
六
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
平

成
二
十
七
年
三
月
の
徴
収
取
扱
費
基
礎
額
を
い
う
。
）

及
び
平
成
二
十
七
年
四
月
及
び
五
月
の
徴
収
取
扱
費
基

礎
額
（
改
正
令
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
政
令
附
則
第
六
条
の
十
一
第
一

項
に
規
定
す
る
平
成
二
十
七
年
四
月
及
び
五
月
の
」
と

す
る
。

２
　
社
会
保
障
の
安
定
財
源
の
確
保
等
を
図
る
税
制
の
抜

本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
の
地
方
税
法
及
び
地
方
交
付

税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律

第
六
十
九
号
）
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
地
方
消
費
税
の
納
付
額
の

払
込
み
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
平
成
二
十
七
年
三
月
か

ら
五
月
ま
で
の
期
間
を
徴
収
取
扱
費
算
定
期
間
と
す
る

徴
収
取
扱
費
の
支
払
に
つ
い
て
の
地
方
税
法
施
行
規
則

及
び
航
空
機
燃
料
譲
与
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令
（
平
成
二
十
六
年
総
務
省
令
第
三
十
四
号
）

附
則
第
三
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
さ
れ
る
新
規
則
第
七
条
の
二
の
八
及
び
同
項
後
段

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
新
規
則
附
則

第
三
条
の
二
の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項

後
段
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
新
規
則

第
七
条
の
二
の
八
第
一
項
中
「
徴
収
取
扱
費
基
礎
額

（
地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成

二
十
六
年
政
令
第
百
三
十
二
号
。
附
則
第
三
条
の
二
の

三
第
一
項
に
お
い
て
「
改
正
令
」
と
い
う
。
）
附
則
第

四
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ

れ
る
政
令
第
三
十
五
条
の
十
七
第
一
項
に
規
定
す
る
」

と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
七
年
三
月
の
徴
収
取
扱
費
基

礎
額
（
地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
六
号
。
以
下
こ
の
項

及
び
附
則
第
三
条
の
二
の
三
第
一
項
に
お
い
て
「
改
正

令
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
政
令
第
三
十
五
条
の
十
七
第

一
項
（
地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
百
三
十
二
号
。
附
則
第
三
条

の
二
の
三
第
一
項
に
お
い
て
「
二
十
六
年
改
正
令
」
と

い
う
。
）
附
則
第
四
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
平
成
二
十
七
年
三
月
の

徴
収
取
扱
費
基
礎
額
を
い
う
。
）
及
び
平
成
二
十
七
年

四
月
及
び
五
月
の
徴
収
取
扱
費
基
礎
額
（
改
正
令
附
則

第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ

る
政
令
第
三
十
五
条
の
十
七
第
一
項
に
規
定
す
る
平
成

二
十
七
年
四
月
及
び
五
月
の
」
と
、
地
方
税
法
施
行
規

則
及
び
航
空
機
燃
料
譲
与
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
省
令
附
則
第
三
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
新
規
則
附
則
第
三
条
の
二
の

三
第
一
項
中
「
徴
収
取
扱
費
基
礎
額
（
改
正
令
附
則
第

四
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ

れ
る
政
令
附
則
第
六
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
」

と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
七
年
三
月
の
徴
収
取
扱
費
基

礎
額
（
改
正
令
附
則
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
政
令
附
則
第
六
条
の
十
一
第
一

項
（
二
十
六
年
改
正
令
附
則
第
四
条
第
一
項
後
段
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
に
限
る
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
平
成
二
十

七
年
三
月
の
徴
収
取
扱
費
基
礎
額
を
い
う
。
）
及
び
平

成
二
十
七
年
四
月
及
び
五
月
の
徴
収
取
扱
費
基
礎
額

（
改
正
令
附
則
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
政
令
附
則
第
六
条
の
十
一
第
一
項
に

規
定
す
る
平
成
二
十
七
年
四
月
及
び
五
月
の
」
と
す

る
。

第
四
条
　
新
規
則
第
七
条
の
二
の
十
の
規
定
は
、
こ
の
省

令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後

に
行
わ
れ
る
地
方
消
費
税
の
清
算
に
つ
い
て
適
用
す

る
。

（
道
府
県
た
ば
こ
税
に
関
す
る
経
過
措
置
等
）

第
五
条
　
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

二
十
七
年
法
律
第
二
号
。
以
下
「
平
成
二
十
七
年
改
正

法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
の
適

用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
新
規
則
第
八
条
の
五
第
一

項
、
第
八
条
の
七
及
び
第
八
条
の
九
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の

中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲

げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第

八

条

の

五

第

一
項

第

十

六

号
様
式

地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

省
令
（
平
成
二
十
七
年
総
務
省
令
第
三
十

八
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
施
行

規
則
（
以
下
こ
の
項
、
第
八
条
の
七
及
び

第
八
条
の
九
に
お
い
て
「
平
成
二
十
七
年

改
正
前
の
地
方
税
法
施
行
規
則
」
と
い

う
。
）
第
四
十
八
号
の
二
様
式

第

十

六

号

の

三

様
式

平
成
二
十
七
年
改
正
前
の
地
方
税
法
施
行

規
則
第
四
十
八
号
の
三
様
式

第

八

条

の

七

第

十

六

号
様
式

平
成
二
十
七
年
改
正
前
の
地
方
税
法
施
行

規
則
第
四
十
八
号
の
二
様
式

第

十

六

号

の

三

様
式

平
成
二
十
七
年
改
正
前
の
地
方
税
法
施
行

規
則
第
四
十
八
号
の
三
様
式

第

八

条

の

九

第

十

六

号

の

七

様
式

平
成
二
十
七
年
改
正
前
の
地
方
税
法
施
行

規
則
第
四
十
八
号
の
四
様
式

２
　
平
成
二
十
七
年
改
正
法
附
則
第
十
二
条
第
四
項
の
規

定
に
よ
る
申
告
書
及
び
こ
れ
に
係
る
修
正
申
告
書
に

は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
申
告
者
の
住
所
又
は
居
所
、
氏
名
又
は
名
称
及
び

個
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識

別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
二

条
第
五
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
を
い
う
。
）
又
は

法
人
番
号
（
同
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
法
人
番
号

を
い
う
。
）

二
　
営
業
所
又
は
貯
蔵
場
所
の
所
在
地
及
び
名
称

３
　
平
成
二
十
七
年
改
正
法
附
則
第
十
二
条
第
六
項
の
規

定
に
よ
り
卸
売
販
売
業
者
等
（
同
条
第
三
項
に
規
定
す

る
卸
売
販
売
業
者
等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

又
は
小
売
販
売
業
者
が
道
府
県
た
ば
こ
税
に
係
る
地
方

団
体
の
徴
収
金
を
納
付
す
る
と
き
は
、
当
該
地
方
団
体

の
徴
収
金
に
新
規
則
第
十
六
号
の
四
様
式
に
よ
る
納
付

書
を
添
え
て
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。

４
　
平
成
二
十
七
年
改
正
法
附
則
第
十
二
条
第
八
項
の
規

定
に
よ
る
控
除
又
は
還
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
卸
売
販

売
業
者
等
は
、
新
規
則
第
八
条
の
六
、
第
八
条
の
七
又

は
第
八
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
法
第
七
十

四
条
の
十
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
二
項
又
は
第

五
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
に
添
付
す
べ
き
新
規
則
第

十
六
号
の
五
様
式
に
よ
る
書
類
中
「
返
還
の
理
由
及
び

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
」
欄
に
、
当
該
控
除
又

は
還
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
紙
巻
た
ば
こ
三
級
品
（
平

成
二
十
七
年
改
正
法
附
則
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す

る
紙
巻
た
ば
こ
三
級
品
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
平
成
二
十
七
年
改
正
法
附
則
第

十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
道
府
県
た
ば
こ
税
が
課

さ
れ
た
、
又
は
課
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
旨
を
証
す
る

に
足
り
る
書
類
に
基
づ
い
て
、
当
該
返
還
に
係
る
紙
巻

た
ば
こ
三
級
品
の
品
目
ご
と
の
本
数
を
記
載
し
た
上
で

同
様
式
に
よ
る
書
類
を
同
申
告
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

５
　
第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
は
、
平
成
二
十
七
年

改
正
法
附
則
第
十
二
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
道
府
県

た
ば
こ
税
を
課
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
第
二
項
中
「
附
則
第
十
二
条
第
四

項
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
十
二
条
第
十
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
条
第
四
項
」
と
、
第
三
項
中
「
附
則
第
十

二
条
第
六
項
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
十
二
条
第
十
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
六
項
」
と
、
前
項
中
「
附

則
第
十
二
条
第
八
項
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
十
二
条

第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
八
項
」
と
、
「
附

則
第
十
二
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
十
二
条

第
九
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

６
　
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
平
成
二
十
七

年
改
正
法
附
則
第
十
二
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
道

府
県
た
ば
こ
税
を
課
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
項
中
「
附
則
第
十
二
条
第

四
項
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
十
二
条
第
十
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
条
第
四
項
」
と
、
第
三
項
中
「
附
則

第
十
二
条
第
六
項
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
十
二
条
第

十
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
六
項
」
と
、
第
四

項
中
「
附
則
第
十
二
条
第
八
項
」
と
あ
る
の
は
「
附
則

第
十
二
条
第
十
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
八
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項
」
と
、
「
附
則
第
十
二
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は

「
附
則
第
十
二
条
第
十
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。

７
　
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
平
成
二
十
七

年
改
正
法
附
則
第
十
二
条
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
り
道

府
県
た
ば
こ
税
を
課
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
項
中
「
附
則
第
十
二
条
第

四
項
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
十
二
条
第
十
四
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
条
第
四
項
」
と
、
第
三
項
中
「
附
則

第
十
二
条
第
六
項
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
十
二
条
第

十
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
六
項
」
と
、
第
四

項
中
「
附
則
第
十
二
条
第
八
項
」
と
あ
る
の
は
「
附
則

第
十
二
条
第
十
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
八

項
」
と
、
「
附
則
第
十
二
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は

「
附
則
第
十
二
条
第
十
三
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。

（
自
動
車
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条
　
新
規
則
第
十
六
号
の
九
様
式
は
、
施
行
日
以
後

の
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
べ
き
自
動
車
取
得
税

に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
自
動
車
の
取
得
に
対

し
て
課
す
る
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

（
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
七
条
　
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
新
規
則
の

規
定
中
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
関
す
る
部
分

は
、
平
成
二
十
七
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税

及
び
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
二
十
六
年

度
分
ま
で
の
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
規
則
第
十
一
条
の
九
第
三
号
の
規
定
は
、
施
行
日

以
後
に
取
得
さ
れ
る
同
号
に
規
定
す
る
償
却
資
産
に
対

し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日

前
に
取
得
さ
れ
た
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税

法
施
行
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
一

条
の
九
第
三
号
に
規
定
す
る
償
却
資
産
に
対
し
て
課
す

る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

３
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
三
十
四
項
の
規
定
は
、
施
行

日
以
後
に
取
得
さ
れ
る
同
項
に
規
定
す
る
車
両
に
対
し

て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前

に
取
得
さ
れ
た
旧
規
則
附
則
第
六
条
第
三
十
三
項
に
規

定
す
る
車
両
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
三
十
五
項
の
規
定
は
、
施
行

日
以
後
に
取
得
さ
れ
る
同
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大

臣
の
証
明
が
さ
れ
た
車
両
に
対
し
て
課
す
る
平
成
二
十

七
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用

し
、
施
行
日
前
に
取
得
さ
れ
た
旧
規
則
附
則
第
六
条
第

三
十
四
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
証
明
が
さ
れ

た
車
両
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

５
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
五
十
六
項
の
規
定
は
、
施
行

日
以
後
に
取
得
さ
れ
る
同
項
に
規
定
す
る
機
械
類
に
対

し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日

前
に
取
得
さ
れ
た
旧
規
則
附
則
第
六
条
第
五
十
五
項
に

規
定
す
る
機
械
類
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

６
　
新
規
則
附
則
第
七
条
第
八
項
及
び
第
九
項
の
規
定

は
、
附
則
第
一
条
第
七
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日

以
後
に
提
出
す
る
法
附
則
第
十
五
条
の
八
第
六
項
又
は

第
十
一
項
に
規
定
す
る
申
告
書
に
つ
い
て
適
用
し
、
同

日
前
に
提
出
し
た
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
申
告
書

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

７
　
新
規
則
第
三
十
号
様
式
は
、
平
成
二
十
八
年
度
以
後

の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
二

十
七
年
度
分
ま
で
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

（
市
町
村
た
ば
こ
税
に
関
す
る
経
過
措
置
等
）

第
八
条
　
平
成
二
十
七
年
改
正
法
附
則
第
二
十
条
第
二
項

の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
新
規
則
第
十
六

条
の
二
の
四
第
一
項
及
び
第
十
六
条
の
四
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同

表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄

に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第

十

六

条

の

二

の

四

第

一

項

第

三

十

四

号

の

二
様
式

地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
（
平
成
二
十
七
年
総
務
省
令
第

三
十
八
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税

法
施
行
規
則
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
十

六
条
の
四
に
お
い
て
「
平
成
二
十
七
年

改
正
前
の
地
方
税
法
施
行
規
則
」
と
い

う
。
）
第
四
十
八
号
の
五
様
式

第

三

十

四

号

の

二

の

二

様
式

平
成
二
十
七
年
改
正
前
の
地
方
税
法
施

行
規
則
第
四
十
八
号
の
六
様
式

第

十

六

条

の
四

第

三

十

四

号

の

二

の

六

様
式

平
成
二
十
七
年
改
正
前
の
地
方
税
法
施

行
規
則
第
四
十
八
号
の
九
様
式

２
　
平
成
二
十
七
年
改
正
法
附
則
第
二
十
条
第
四
項
の
規

定
に
よ
る
申
告
書
及
び
こ
れ
に
係
る
修
正
申
告
書
に

は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
申
告
者
の
住
所
又
は
居
所
、
氏
名
又
は
名
称
及
び

個
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識

別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
二

条
第
五
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
を
い
う
。
）
又
は

法
人
番
号
（
同
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
法
人
番
号

を
い
う
。
）

二
　
営
業
所
又
は
貯
蔵
場
所
の
所
在
地
及
び
名
称

３
　
平
成
二
十
七
年
改
正
法
附
則
第
二
十
条
第
六
項
の
規

定
に
よ
り
卸
売
販
売
業
者
等
（
同
条
第
三
項
に
規
定
す

る
卸
売
販
売
業
者
等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

又
は
小
売
販
売
業
者
が
市
町
村
た
ば
こ
税
に
係
る
地
方

団
体
の
徴
収
金
を
納
付
す
る
と
き
は
、
当
該
地
方
団
体

の
徴
収
金
に
新
規
則
第
三
十
四
号
の
二
の
五
様
式
に
よ

る
納
付
書
を
添
え
て
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。

４
　
平
成
二
十
七
年
改
正
法
附
則
第
二
十
条
第
八
項
の
規

定
に
よ
る
控
除
又
は
還
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
卸
売
販

売
業
者
等
は
、
新
規
則
第
十
六
条
の
二
の
五
又
は
第
十

六
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
法
第
四
百
七
十

三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に

よ
る
申
告
書
に
添
付
す
べ
き
新
規
則
第
十
六
号
の
五
様

式
に
よ
る
書
類
中
「
返
還
の
理
由
及
び
そ
の
他
参
考
と

な
る
べ
き
事
項
」
欄
に
、
当
該
控
除
又
は
還
付
を
受
け

よ
う
と
す
る
紙
巻
た
ば
こ
三
級
品
（
平
成
二
十
七
年
改

正
法
附
則
第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
紙
巻
た
ば
こ

三
級
品
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

つ
い
て
平
成
二
十
七
年
改
正
法
附
則
第
二
十
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
市
町
村
た
ば
こ
税
が
課
さ
れ
た
、
又
は

課
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
旨
を
証
す
る
に
足
り
る
書
類

に
基
づ
い
て
、
当
該
返
還
に
係
る
紙
巻
た
ば
こ
三
級
品

の
品
目
ご
と
の
本
数
を
記
載
し
た
上
で
同
様
式
に
よ
る

書
類
を
同
申
告
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
は
、
平
成
二
十
七
年

改
正
法
附
則
第
二
十
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村

た
ば
こ
税
を
課
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
第
二
項
中
「
附
則
第
二
十
条
第
四

項
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
二
十
条
第
十
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
条
第
四
項
」
と
、
第
三
項
中
「
附
則
第
二

十
条
第
六
項
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
二
十
条
第
十
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
六
項
」
と
、
前
項
中
「
附

則
第
二
十
条
第
八
項
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
二
十
条

第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
八
項
」
と
、
「
附

則
第
二
十
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
二
十
条

第
九
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

６
　
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
平
成
二
十
七

年
改
正
法
附
則
第
二
十
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
市

町
村
た
ば
こ
税
を
課
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
項
中
「
附
則
第
二
十
条
第

四
項
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
二
十
条
第
十
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
条
第
四
項
」
と
、
第
三
項
中
「
附
則

第
二
十
条
第
六
項
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
二
十
条
第

十
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
六
項
」
と
、
第
四

項
中
「
附
則
第
二
十
条
第
八
項
」
と
あ
る
の
は
「
附
則

第
二
十
条
第
十
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
八

項
」
と
、
「
附
則
第
二
十
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は

「
附
則
第
二
十
条
第
十
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。

７
　
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
平
成
二
十
七

年
改
正
法
附
則
第
二
十
条
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
り
市

町
村
た
ば
こ
税
を
課
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
項
中
「
附
則
第
二
十
条
第

四
項
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
二
十
条
第
十
四
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
条
第
四
項
」
と
、
第
三
項
中
「
附
則

第
二
十
条
第
六
項
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
二
十
条
第

十
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
六
項
」
と
、
第
四

項
中
「
附
則
第
二
十
条
第
八
項
」
と
あ
る
の
は
「
附
則

第
二
十
条
第
十
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
八

項
」
と
、
「
附
則
第
二
十
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は

「
附
則
第
二
十
条
第
十
三
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。

（
電
子
計
算
機
を
使
用
し
て
作
成
す
る
地
方
税
関
係
帳

簿
書
類
の
保
存
方
法
等
の
特
例
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
九
条
　
新
規
則
第
二
十
五
条
第
三
項
、
第
五
項
及
び
第

六
項
の
規
定
は
、
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定

の
施
行
の
日
以
後
に
提
出
す
る
申
請
書
（
法
第
七
百
五

十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
申
請
書
を
い
う
。
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
地
方
税
関
係
書
類
（
法

第
七
百
四
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
地
方
税
関
係
書

類
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い

て
適
用
し
、
同
日
前
に
提
出
し
た
申
請
書
に
係
る
地
方

税
関
係
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
五
月
二
九
日
総
務
省
令

第
五
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
第
六
号
様
式
別
表
六
の
表
の
改
正
規
定
は
、
電
気

事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年

法
律
第
七
十
二
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
七
月
一
日
総
務
省
令
第

六
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
七
月
一
五
日
総
務
省
令

第
六
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
第
十
六
条
の
二
十
二
第
一
項
第
二
号
イ
の
改
正
規

定
は
、
水
防
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二

十
七
年
法
律
第
二
十
二
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す

る
。
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附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
九
月
三
〇
日
総
務
省
令

第
八
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
一
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、

当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
四
条
の
四

第
九
項
第
二
号
、
第
十
二
号
の
二
様
式
の
表
及
び
第

二
十
二
号
の
四
様
式
の
表
の
改
正
規
定
並
び
に
第
二

条
の
規
定
並
び
に
附
則
第
十
三
条
の
規
定
　
公
布

の
日

二
　
第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
第
十
七
号
の
二
様

式
別
表
の
改
正
規
定
　
平
成
二
十
七
年
十
月
一
日

三
　
附
則
第
六
条
及
び
第
十
条
の
規
定
　
平
成
二
十
八

年
四
月
一
日

四
　
第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
第
十
八
号
様
式
の

表
及
び
同
様
式
記
載
心
得
の
改
正
規
定
並
び
に
次
条

第
七
項
の
規
定
　
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日

（
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施

行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
号
様
式

別
表
裏
面
は
、
平
成
二
十
八
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個

人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
適
用

し
、
平
成
二
十
七
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
道
府
県
民
税

及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

２
　
新
規
則
第
五
号
の
四
様
式
か
ら
第
五
号
の
七
様
式
ま

で
、
第
十
七
号
様
式
、
第
十
七
号
の
二
様
式
、
第
五
十

五
号
の
三
様
式
及
び
第
五
十
五
号
の
四
様
式
は
、
平
成

二
十
九
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及

び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
二
十
八
年
度

分
ま
で
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
新
規
則
第
五
号
の
八
様
式
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の

日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
提
出
さ
れ

る
地
方
税
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
条
の

五
及
び
第
三
百
二
十
八
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
納

入
申
告
書
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
提
出
さ
れ

た
法
第
五
十
条
の
五
及
び
第
三
百
二
十
八
条
の
五
第
二

項
に
規
定
す
る
納
入
申
告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

４
　
新
規
則
第
十
二
号
の
三
様
式
、
第
十
二
号
の
五
様
式

及
び
第
十
二
号
の
六
様
式
は
、
施
行
日
以
後
に
支
払
を

受
け
る
べ
き
法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
十
四
号
に
規
定

す
る
利
子
等
に
係
る
法
第
七
十
一
条
の
十
第
二
項
に
規

定
す
る
納
入
申
告
書
又
は
新
規
則
第
三
条
の
七
第
二
項

に
規
定
す
る
納
入
書
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に

支
払
を
受
け
る
べ
き
同
号
に
規
定
す
る
利
子
等
に
係
る

法
第
七
十
一
条
の
十
第
二
項
に
規
定
す
る
納
入
申
告
書

又
は
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
施
行

規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
条
の
七
第

二
項
に
規
定
す
る
納
入
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

５
　
新
規
則
第
十
二
号
の
七
様
式
、
第
十
二
号
の
九
様

式
、
第
十
二
号
の
十
三
様
式
及
び
第
十
二
号
の
十
五
様

式
は
、
施
行
日
以
後
に
支
払
を
受
け
る
べ
き
法
第
二
十

三
条
第
一
項
第
十
五
号
に
規
定
す
る
特
定
配
当
等
に
係

る
法
第
七
十
一
条
の
三
十
一
第
二
項
（
法
附
則
第
三
十

五
条
の
二
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適

用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
規
定
す
る
納
入
申
告
書
又
は
新
規
則
第
三
条

の
十
第
二
項
（
新
規
則
附
則
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す

る
納
入
書
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
支
払
を
受

け
る
べ
き
同
号
に
規
定
す
る
特
定
配
当
等
に
係
る
法
第

七
十
一
条
の
三
十
一
第
二
項
に
規
定
す
る
納
入
申
告
書

又
は
旧
規
則
第
三
条
の
十
第
二
項
（
旧
規
則
附
則
第
十

八
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を

含
む
。
）
に
規
定
す
る
納
入
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

６
　
新
規
則
第
十
二
号
の
十
様
式
及
び
第
十
二
号
の
十
二

様
式
は
、
施
行
日
以
後
に
生
じ
る
法
第
二
十
三
条
第
一

項
第
十
七
号
に
規
定
す
る
特
定
株
式
等
譲
渡
所
得
金
額

に
係
る
法
第
七
十
一
条
の
五
十
一
第
二
項
に
規
定
す
る

納
入
申
告
書
又
は
新
規
則
第
三
条
の
十
二
第
二
項
に
規

定
す
る
納
入
書
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
生
じ

た
同
号
に
規
定
す
る
特
定
株
式
等
譲
渡
所
得
金
額
に
係

る
法
第
七
十
一
条
の
五
十
一
第
二
項
に
規
定
す
る
納
入

申
告
書
又
は
旧
規
則
第
三
条
の
十
二
第
二
項
に
規
定
す

る
納
入
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

７
　
新
規
則
第
十
八
号
様
式
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
一

日
以
後
に
給
与
の
支
払
を
受
け
な
い
こ
と
と
な
る
者
に

係
る
法
第
三
百
十
七
条
の
六
第
二
項
又
は
第
三
百
二
十

一
条
の
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
つ
い
て
適
用

し
、
同
日
前
に
給
与
の
支
払
を
受
け
な
い
こ
と
と
な
っ

た
者
に
係
る
法
第
三
百
十
七
条
の
六
第
二
項
又
は
第
三

百
二
十
一
条
の
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

８
　
新
規
則
附
則
第
二
条
の
五
の
規
定
並
び
に
第
五
十
五

号
の
五
様
式
及
び
第
五
十
五
号
の
七
様
式
は
、
施
行
日

以
後
に
支
出
す
る
法
第
三
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号

及
び
第
三
百
十
四
条
の
七
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
寄

附
金
に
係
る
法
附
則
第
七
条
第
三
項
及
び
第
十
項
の
規

定
に
よ
る
申
請
又
は
同
条
第
五
項
及
び
第
十
二
項
の
規

定
に
よ
る
通
知
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
支
出

し
た
法
第
三
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
百

十
四
条
の
七
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
寄
附
金
に
係
る

法
附
則
第
七
条
第
三
項
及
び
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
申

請
又
は
同
条
第
五
項
及
び
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
通

知
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

９
　
新
規
則
第
一
号
様
式
、
第
六
号
様
式
記
載
要
領
（
同

様
式
記
載
要
領
２
１
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
十
号

の
三
様
式
、
第
十
号
の
四
様
式
、
第
十
号
の
五
様
式
、

第
十
三
号
の
二
様
式
、
第
十
四
号
様
式
及
び
第
二
十
二

号
の
二
の
二
様
式
は
、
施
行
日
以
後
に
行
わ
れ
る
法
第

十
五
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
の
提
出
、

法
第
二
十
条
の
九
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
五
十

三
条
の
二
並
び
に
第
三
百
二
十
一
条
の
八
の
二
の
規
定

に
よ
る
請
求
、
法
第
五
十
三
条
第
一
項
及
び
第
四
項
の

規
定
に
よ
る
申
告
書
の
提
出
並
び
に
こ
れ
ら
の
規
定
に

係
る
同
条
第
二
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の
提
出

並
び
に
法
第
七
百
三
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
準

用
す
る
法
第
三
百
二
十
一
条
の
八
第
一
項
及
び
第
四
項

の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の
提
出
並
び
に
こ
れ
ら
の
規
定

に
係
る
同
条
第
二
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の
提

出
、
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
、
第
五
十
五
条
の
四

第
一
項
、
第
三
百
二
十
一
条
の
十
一
の
二
第
一
項
及
び

第
三
百
二
十
一
条
の
十
一
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

申
請
又
は
地
方
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

二
十
五
年
法
律
第
三
号
。
以
下
「
平
成
二
十
五
年
改
正

法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
法

第
五
十
三
条
第
三
十
八
項
及
び
第
三
十
九
項
の
規
定
に

よ
る
届
出
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た

法
第
十
五
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
の
提

出
、
法
第
二
十
条
の
九
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第

五
十
三
条
の
二
並
び
に
第
三
百
二
十
一
条
の
八
の
二
の

規
定
に
よ
る
請
求
、
法
第
五
十
三
条
第
一
項
及
び
第
四

項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の
提
出
並
び
に
こ
れ
ら
の
規

定
に
係
る
同
条
第
二
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の

提
出
並
び
に
法
第
七
百
三
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
準
用
す
る
法
第
三
百
二
十
一
条
の
八
第
一
項
及
び
第

四
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の
提
出
並
び
に
こ
れ
ら
の

規
定
に
係
る
同
条
第
二
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書

の
提
出
、
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
、
第
五
十
五
条

の
四
第
一
項
、
第
三
百
二
十
一
条
の
十
一
の
二
第
一
項

及
び
第
三
百
二
十
一
条
の
十
一
の
三
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
申
請
又
は
平
成
二
十
五
年
改
正
法
第
二
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
前
の
法
第
五
十
三
条
第
四
十
四
項
及
び
第

四
十
五
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

10
　
新
規
則
第
六
号
様
式
の
表
、
同
様
式
記
載
要
領
（
同

様
式
記
載
要
領
４
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
様
式
別

表
一
の
表
、
同
様
式
別
表
一
記
載
要
領
（
同
表
記
載
要

領
３
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
六
号
の
二
様
式
、
第

七
号
様
式
、
第
十
一
号
様
式
、
第
二
十
号
様
式
、
同
様

式
別
表
一
の
表
、
同
様
式
別
表
一
記
載
要
領
（
同
表
記

載
要
領
３
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
様
式
別
表
四
の

三
、
第
二
十
号
の
二
様
式
、
第
二
十
号
の
三
様
式
及
び

第
二
十
二
号
の
三
様
式
は
、
施
行
日
以
後
に
開
始
す
る

事
業
年
度
に
係
る
法
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民

税
並
び
に
施
行
日
以
後
に
開
始
す
る
連
結
事
業
年
度
に

係
る
法
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て

適
用
し
、
施
行
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
に
係
る
法

人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
並
び
に
施
行
日
前

に
開
始
し
た
連
結
事
業
年
度
に
係
る
法
人
の
道
府
県
民

税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。

11
　
新
規
則
第
六
号
様
式
別
表
一
記
載
要
領
（
同
表
記
載

要
領
５
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
二
十
号
様
式

別
表
一
記
載
要
領
（
同
表
記
載
要
領
５
に
係
る
部
分
に

限
る
。
）
は
、
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に

係
る
法
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
並
び
に
施

行
日
以
後
に
終
了
す
る
連
結
事
業
年
度
に
係
る
法
人
の

道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施

行
日
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
に
係
る
法
人
の
道
府
県

民
税
及
び
市
町
村
民
税
並
び
に
施
行
日
前
に
終
了
し
た

連
結
事
業
年
度
に
係
る
法
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町

村
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
事
業
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
新
規
則
第
一
号
様
式
、
第
十
号
の
二
様
式
、
第

十
号
の
三
様
式
、
第
十
号
の
五
様
式
、
第
十
三
号
様

式
、
第
十
三
号
の
二
様
式
及
び
第
十
四
号
様
式
は
、
施

行
日
以
後
に
行
わ
れ
る
法
第
十
五
条
の
四
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
届
出
書
の
提
出
、
法
第
二
十
条
の
九
の
三
第

一
項
及
び
第
二
項
、
第
七
十
二
条
の
三
十
三
の
二
並
び

に
第
七
十
二
条
の
四
十
八
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る

請
求
、
法
第
七
十
二
条
の
二
十
五
第
二
項
（
同
条
第
六

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
第
七
十
二
条
の
二
十

八
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
並
び
に
第
七
十
二

条
の
二
十
九
第
二
項
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

及
び
第
四
項
（
法
第
七
十
二
条
の
二
十
五
第
七
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
第
七
十
二
条
の
二
十
八
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
並
び
に
第
七
十
二
条
の
二

十
九
第
二
項
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定

に
よ
る
承
認
の
申
請
、
法
第
七
十
二
条
の
二
十
五
第
三

項
及
び
第
五
項
（
法
第
七
十
二
条
の
二
十
八
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
第
七
十
二
条
の
二
十
九
第
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二
項
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る

承
認
の
申
請
、
法
第
七
十
二
条
の
三
十
九
の
二
第
一
項

及
び
第
七
十
二
条
の
三
十
九
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
申
請
、
地
方
税
法
施
行
令
（
以
下
「
政
令
」
と
い

う
。
）
第
二
十
四
条
の
四
第
四
項
（
政
令
第
二
十
四
条

の
四
の
三
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出

書
の
提
出
又
は
地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
（
平
成
二
十
六
年
総
務
省
令
第
九
十
六
号
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
平
成
二
十
六
年
改
正
省
令
」
と

い
う
。
）
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
第
六

条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
つ
い
て
適
用

し
、
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
法
第
十
五
条
の
四
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
届
出
書
の
提
出
、
法
第
二
十
条
の
九
の

三
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
七
十
二
条
の
三
十
三
の
二

並
び
に
第
七
十
二
条
の
四
十
八
の
二
第
四
項
の
規
定
に

よ
る
請
求
、
法
第
七
十
二
条
の
二
十
五
第
二
項
及
び
第

四
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
、
同
条
第
三
項
及
び

第
五
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
、
法
第
七
十
二
条

の
三
十
九
の
二
第
一
項
及
び
第
七
十
二
条
の
三
十
九
の

四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
、
政
令
第
二
十
四
条
の

四
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
の
提
出
又
は
平
成
二

十
六
年
改
正
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
施
行
規

則
第
六
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
規
則
第
六
号
様
式
の
表
、
同
様
式
記
載
要
領
（
同

様
式
記
載
要
領
４
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
様
式
別

表
五
、
同
様
式
別
表
五
の
二
、
同
様
式
別
表
五
の
二
の

二
、
同
様
式
別
表
五
の
二
の
三
、
同
様
式
別
表
五
の

三
、
同
様
式
別
表
五
の
四
、
同
様
式
別
表
五
の
五
、
同

様
式
別
表
十
四
及
び
第
七
号
様
式
は
、
施
行
日
以
後
に

開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て

適
用
し
、
施
行
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
に
係
る
法

人
の
事
業
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
新
規
則
第
十
四
号
の
二
様
式
は
、
施
行
日
の
属
す
る

年
以
後
の
年
分
の
所
得
に
係
る
個
人
の
事
業
税
に
つ
い

て
適
用
し
、
施
行
日
の
属
す
る
年
の
前
年
以
前
の
年
分

の
所
得
に
係
る
個
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

（
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
新
規
則
附
則
第
四
条
第
十
二
項
第
一
号
及
び
第

十
三
項
第
一
号
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
行
わ
れ
る

政
令
附
則
第
十
条
第
十
八
項
又
は
第
十
九
項
の
規
定
に

よ
る
通
知
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た

政
令
附
則
第
十
条
第
十
八
項
又
は
第
十
九
項
の
規
定
に

よ
る
通
知
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
道
府
県
た
ば
こ
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条
　
新
規
則
第
十
六
号
様
式
、
同
様
式
別
表
、
第
十

六
号
の
二
様
式
、
同
様
式
別
表
、
第
十
六
号
の
三
様

式
、
第
十
六
号
の
五
様
式
か
ら
第
十
六
号
の
八
様
式
ま

で
及
び
第
四
十
八
号
の
二
様
式
か
ら
第
四
十
八
号
の
四

様
式
ま
で
は
、
施
行
日
以
後
に
行
わ
れ
る
法
第
七
十
四

条
の
二
第
一
項
の
売
渡
し
又
は
同
条
第
二
項
の
売
渡
し

若
し
く
は
消
費
等
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
売
渡
し

等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
製
造
た
ば
こ
に
対
し
て
課
す

べ
き
道
府
県
た
ば
こ
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前

に
行
わ
れ
た
売
渡
し
等
に
係
る
製
造
た
ば
こ
に
対
し
て

課
し
た
、
又
は
課
す
べ
き
で
あ
っ
た
道
府
県
た
ば
こ
税

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
手
持
品
課
税
に
係
る
道
府
県
た
ば
こ
税
の
申
告
方
法

等
）

第
六
条
　
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

二
十
七
年
法
律
第
二
号
。
以
下
「
平
成
二
十
七
年
改
正

法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

る
申
告
書
及
び
こ
れ
に
係
る
修
正
申
告
書
の
様
式
は
、

別
記
第
一
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
軽
油
引
取
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
七
条
　
新
規
則
第
十
六
号
の
十
様
式
及
び
第
十
六
号
の

三
十
七
様
式
か
ら
第
十
六
号
の
四
十
一
様
式
ま
で
は
、

施
行
日
の
属
す
る
月
以
後
の
月
分
の
法
第
百
四
十
四
条

の
十
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
又
は
法
第
百
四
十

四
条
の
三
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
つ
い
て

適
用
し
、
施
行
日
の
属
す
る
月
の
前
月
以
前
の
月
分
の

法
第
百
四
十
四
条
の
十
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
告

又
は
法
第
百
四
十
四
条
の
三
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
報
告
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
規
則
第
十
六
号
の
四
十
二
様
式
は
、
施
行
日
以
後

の
軽
油
の
製
造
に
係
る
法
第
百
四
十
四
条
の
三
十
五
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日

前
の
軽
油
の
製
造
に
係
る
同
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
新
規
則
第
十
六
号
の
十
二
様
式
、
第
十
六
号
の
十
四

様
式
、
第
十
六
号
の
十
六
様
式
、
第
十
六
号
の
十
六
の

二
様
式
、
第
十
六
号
の
十
七
様
式
、
第
十
六
号
の
十
七

の
二
様
式
、
第
十
六
号
の
二
十
五
様
式
、
第
十
六
号
の

二
十
八
様
式
、
第
十
六
号
の
二
十
九
様
式
、
第
十
六
号

の
三
十
一
様
式
、
第
十
六
号
の
三
十
二
様
式
、
第
十
六

号
の
三
十
三
様
式
、
第
十
六
号
の
三
十
五
様
式
及
び
第

十
六
号
の
三
十
六
様
式
は
、
施
行
日
以
後
に
行
わ
れ
る

法
第
百
四
十
四
条
の
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申

告
、
法
第
百
四
十
四
条
の
三
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

申
請
、
政
令
第
四
十
三
条
の
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
申
請
書
の
提
出
、
政
令
附
則
第
十
条
の
二
の
二
第
八

項
に
お
い
て
準
用
す
る
政
令
第
四
十
三
条
の
十
五
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
、
政
令
第
四
十
三
条

の
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
、
政
令

附
則
第
十
条
の
二
の
二
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
政

令
第
四
十
三
条
の
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書

の
提
出
、
法
第
百
四
十
四
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
申
請
、
法
第
百
四
十
四
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
申
請
、
法
第
百
四
十
四
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
申
請
、
新
規
則
第
八
条
の
四
十
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
承
認
申
請
書
の
提
出
、
新
規
則
第
八
条
の
四
十
二

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
申
請
書
の
提
出
、
新
規
則

第
八
条
の
四
十
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
申
請
書

の
提
出
、
法
第
百
四
十
四
条
の
三
十
四
第
一
項
若
し
く

は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
又
は
法
第
百
四
十
四
条

の
三
十
四
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
法
第
百

四
十
四
条
の
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
、
法
第

百
四
十
四
条
の
三
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
、
政

令
第
四
十
三
条
の
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書

の
提
出
、
政
令
附
則
第
十
条
の
二
の
二
第
八
項
に
お
い

て
準
用
す
る
政
令
第
四
十
三
条
の
十
五
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
申
請
書
の
提
出
、
政
令
第
四
十
三
条
の
十
五
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
、
政
令
附
則
第
十

条
の
二
の
二
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
政
令
第
四
十

三
条
の
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
、

法
第
百
四
十
四
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
、

法
第
百
四
十
四
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
、

法
第
百
四
十
四
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
、

旧
規
則
第
八
条
の
四
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認

申
請
書
の
提
出
、
旧
規
則
第
八
条
の
四
十
二
第
三
項
の

規
定
に
よ
る
承
認
申
請
書
の
提
出
、
旧
規
則
第
八
条
の

四
十
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
申
請
書
の
提
出
、

法
第
百
四
十
四
条
の
三
十
四
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項

の
規
定
に
よ
る
届
出
又
は
法
第
百
四
十
四
条
の
三
十
四

第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
固
定
資
産
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
八
条
　
新
規
則
第
二
十
三
号
様
式
は
、
施
行
日
以
後
に

行
わ
れ
る
法
第
三
百
四
十
九
条
の
四
第
六
項
の
規
定
に

よ
る
通
知
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た

法
第
三
百
四
十
九
条
の
四
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
通
知

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
規
則
第
二
十
四
号
様
式
、
第
二
十
五
号
様
式
、
第

二
十
六
号
様
式
、
第
二
十
七
号
様
式
か
ら
第
三
十
号
様

式
ま
で
及
び
第
三
十
一
号
様
式
か
ら
第
三
十
三
号
様
式

ま
で
は
、
平
成
二
十
八
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資

産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
二
十
七
年
度
分
ま
で
の

固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
市
町
村
た
ば
こ
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
九
条
　
新
規
則
第
十
六
号
の
五
様
式
、
第
十
六
号
の
六

様
式
、
同
様
式
別
表
、
第
三
十
四
号
の
二
様
式
、
第
三

十
四
号
の
二
の
二
様
式
、
第
三
十
四
号
の
二
の
六
様

式
、
第
四
十
八
号
の
五
様
式
、
第
四
十
八
号
の
六
様
式

及
び
第
四
十
八
号
の
九
様
式
は
、
施
行
日
以
後
に
行
わ

れ
る
法
第
四
百
六
十
五
条
第
一
項
の
売
渡
し
又
は
同
条

第
二
項
の
売
渡
し
若
し
く
は
消
費
等
（
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
売
渡
し
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
製
造
た
ば

こ
に
対
し
て
課
す
べ
き
市
町
村
た
ば
こ
税
に
つ
い
て
適

用
し
、
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
売
渡
し
等
に
係
る
製
造

た
ば
こ
に
対
し
て
課
し
た
、
又
は
課
す
べ
き
で
あ
っ
た

市
町
村
た
ば
こ
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

（
手
持
品
課
税
に
係
る
市
町
村
た
ば
こ
税
の
申
告
方
法

等
）

第
十
条
　
平
成
二
十
七
年
改
正
法
附
則
第
二
十
条
第
四
項

の
規
定
に
よ
る
申
告
書
及
び
こ
れ
に
係
る
修
正
申
告
書

の
様
式
は
、
別
記
第
二
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
特
別
土
地
保
有
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
一
条
　
新
規
則
第
三
十
四
号
の
五
様
式
か
ら
第
三
十

四
号
の
十
様
式
ま
で
及
び
第
四
十
九
号
様
式
か
ら
第
五

十
一
号
の
二
様
式
ま
で
（
土
地
に
対
し
て
課
す
る
特
別

土
地
保
有
税
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
平
成
二

十
八
年
度
以
後
の
年
度
分
の
土
地
に
対
し
て
課
す
る
特

別
土
地
保
有
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
二
十
七
年
度

分
ま
で
の
土
地
に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
規
則
第
三
十
四
号
の
五
様
式
か
ら
第
三
十
四
号
の

十
様
式
ま
で
及
び
第
四
十
九
号
様
式
か
ら
第
五
十
一
号

の
二
様
式
ま
で
（
土
地
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
特
別

土
地
保
有
税
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
施
行
日

以
後
の
土
地
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有

税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
土
地
の
取
得
に
対

し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

３
　
新
規
則
第
三
十
四
号
の
十
一
様
式
及
び
第
三
十
四
号

の
十
二
様
式
は
、
平
成
二
十
八
年
度
以
後
の
年
度
分
の

遊
休
土
地
に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
つ
い

て
適
用
し
、
平
成
二
十
七
年
度
分
ま
で
の
遊
休
土
地
に

対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

（
事
業
所
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
二
条
　
新
規
則
第
四
十
四
号
様
式
及
び
同
様
式
別
表

一
か
ら
別
表
四
ま
で
は
、
施
行
日
以
後
に
開
始
す
る
事

業
年
度
分
の
法
人
の
事
業
及
び
平
成
二
十
八
年
以
後
の

年
分
の
個
人
の
事
業
に
対
し
て
課
す
べ
き
事
業
所
税
に
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つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
分

の
法
人
の
事
業
及
び
平
成
二
十
七
年
分
ま
で
の
個
人
の

事
業
に
対
し
て
課
す
る
事
業
所
税
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

別
記
第
一
号
様
式

（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
地
方
税
法
施
行
規
則
等

の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
七
年
総
務
省
令
第

八
十
五
号
）
附
則
第
六
条
関
係
）

別記第一号様式(用紙日本産業規格A4)(地方税法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十七年総務省令第八十五号)附則第六条関係) 

道 府 県 た ば こ 税 の 手 持 品 課 税 納 税 申 告 書 

  
収受印 

  ※ 申告者の種別 小・卸 整理番号 ※   都

道

府

県

提

出

用 

令和  年  月  日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

知事殿 

営業所又は貯蔵場所

の所在地及び名称 

(〒     ―       ) 

 

 

店舗名(                    )  

(電話番号     ―      ―      )  

申

告

者 

住 所 又 は 居 所 

(〒     ―       ) 

 

 

(電話番号     ―      ―      )  

 (

第
一
号
様
式)

 

氏 名 又 は 名 称

及び代表者氏名 

(フリガナ) 

 

印    

個 人 番 号 又 は

法 人 番 号 

   ↓個人番号の記載に当たっては、左端を空欄とし、ここから記載してください。 

        

                          

同 上 代 理 人 印    

  

下記のとおり、令和 年 月 日現在における、紙巻たばこ三級品に係る道府県たばこ税の手持品課税納税申告書(期限後申告書・修

正申告書)を提出します。 

   所持する紙巻

たばこ三級品の数量 

  

① 

本 

区 分 
課税標準となる紙巻

たばこ三級品の本数 

1本当た

りの税率 

税額 

(1円未満切捨て) 

修正申告の場合の

修正申告前の確定額 

(1円単位で記入) 

納付すべき税額 

(1円単位で記入) 

道 府 県 税 

⑤ 

本   

⑥(⑤×  ) 

円 

⑦ 

円 

⑧(⑥又は⑥－⑦) 

円 

  

出張販売

先、自動

販売機等

の所在地

及び名称 

所 在 地 名 称 

(〒   ―    )    (電話番号   ―    ―    )   

(〒   ―    )    (電話番号   ―    ―    )   

税 理 士 法 第 30 条 の 書 面 提 出 有 作成税理士署名・押印 

印 (電話番号   ―    ―    ) 税 理 士 法 第 33 条 の 2 の 書 面 提 出 有 

都道府県整理欄 

修正申告の場合の当初申告年月日 
※ 

 令和    年    月    日 
確認 

※ 
納 期 限 

通 信 日 付 印 
※ 

 令和    年    月    日 
確認 

※ 
  

番号確認 

※ 

身元確認 

※ 

 □済 

 □未済 

※確認書類 

  個人番号カード／通知カード・運転免許証 

  その他(               ) 

※ 
      

                        

(注)※欄には記入しないでください。 

別記第1号様式記載要領 

 1 この申告書は、地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)附則第12条第4項の規定による申告又はこれに係る修正申告

をする場合に使用すること。 

 2 ※印の欄は、記載しないこと。 

 3 「個人番号又は法人番号」欄には、申告者が個人の場合は個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。)を記載し、法人の場合には法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。)

を記載すること。 

別
記
第
二
号
様
式

（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
地
方
税
法
施
行
規
則
等

の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
七
年
総
務
省
令
第

八
十
五
号
）
附
則
第
十
条
関
係
）

別記第二号様式(用紙日本産業規格A4)(地方税法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十七年総務省令第八十五号)附則第十条関係) 

市 町 村 た ば こ 税 の 手 持 品 課 税 納 税 申 告 書 

  
収受印 

  ※ 申告者の種別 小・卸 整理番号 ※   市

町

村

提

出

用 

令和  年  月  日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市町村長殿 

営業所又は貯蔵場所

の所在地及び名称 

(〒     ―       ) 

 

 

店舗名(                    )  

(電話番号     ―      ―      )  

申

告

者 

住 所 又 は 居 所 

(〒     ―       ) 

 

 

(電話番号     ―      ―      )  

 (

第
二
号
様
式)

 氏 名 又 は 名 称

及び代表者氏名 

(フリガナ) 

 

印    

個 人 番 号 又 は

法 人 番 号 

   ↓個人番号の記載に当たっては、左端を空欄とし、ここから記載してください。 

        

                          

同 上 代 理 人 印    

  

下記のとおり、令和 年 月 日現在における、紙巻たばこ三級品に係る市町村たばこ税の手持品課税納税申告書(期限後申告書・修

正申告書)を提出します。 

   所持する紙巻

たばこ三級品の数量 

  

① 

本 

区 分 
課税標準となる紙巻

たばこ三級品の本数 

1本当た

りの税率 

税額 

(1円未満切捨て) 

修正申告の場合の

修正申告前の確定額 

(1円単位で記入) 

納付すべき税額 

(1円単位で記入) 

市 町 村 税 

⑤ 

本 

  

  

⑨(⑤×  ) 

円 

⑩ 

円 

⑪(⑨又は⑨－⑩) 

円 

出張販売

先、自動

販売機等

の所在地

及び名称 

所 在 地 名 称 

(〒   ―    )    (電話番号   ―    ―    )   

(〒   ―    )    (電話番号   ―    ―    )   

税 理 士 法 第 30 条 の 書 面 提 出 有 作成税理士署名・押印 

印 (電話番号   ―    ―    ) 税 理 士 法 第 33 条 の 2 の 書 面 提 出 有 

市町村整理欄 

修正申告の場合の当初申告年月日 
※ 

 令和    年    月    日 
確認 

※ 
納 期 限 

通 信 日 付 印 
※ 

 令和    年    月    日 
確認 

※ 
  

番号確認 

※ 

身元確認 

※ 

 □済 

 □未済 

※確認書類 

  個人番号カード／通知カード・運転免許証 

  その他(               ) 

※ 
      

                        

(注)※欄には記入しないでください。 

別記第2号様式記載要領 

 1 この申告書は、地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)附則第20条第4項の規定による申告又はこれに係る修正申告

をする場合に使用すること。 

 2 ※印の欄は、記載しないこと。 

 3 「個人番号又は法人番号」欄には、申告者が個人の場合は個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。)を記載し、法人の場合には法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。)

を記載すること。 

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
一
〇
月
二
九
日
総
務
省

令
第
九
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
一
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
七
号
の
二
様
式
別
表
の
改

正
規
定
並
び
に
次
条
第
二
項
及
び
附
則
第
三
条
の
規
定

は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規

則
（
次
項
に
お
い
て
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
号

様
式
及
び
同
様
式
別
表
表
面
は
、
平
成
二
十
八
年
度
以

後
の
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税

に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
二
十
七
年
度
分
ま
で
の
個
人

の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
規
則
第
十
七
号
の
二
様
式
別
表
は
、
こ
の
省
令
の

公
布
の
日
以
後
に
地
方
税
法
第
三
百
十
七
条
の
六
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
同
項
に
規
定
す
る
公
的
年

金
等
支
払
報
告
書
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
同
項

の
規
定
に
よ
り
提
出
し
た
同
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金

等
支
払
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
一
〇
月
二
九
日
総
務
省

令
第
九
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
一
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、

当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
二
条
の
規
定
及
び
附
則
第
三
条
の
規
定
　
公
布

の
日

二
　
第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
第
三
号
様
式
の
改

正
規
定
　
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日

三
　
第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
第
一
号
の
三
様
式

の
改
正
規
定
及
び
次
条
第
一
項
の
規
定
　
平
成
二
十

九
年
四
月
一
日

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規

則
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）

第
一
号
の
三
様
式
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
以
後

に
行
わ
れ
る
地
方
税
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
百
二
十
一
条
の
七
の
五
第
一
項

（
法
第
三
百
二
十
一
条
の
七
の
八
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
規
定
に
よ
る
通
知
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
行

わ
れ
た
法
第
三
百
二
十
一
条
の
七
の
五
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
通
知
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
規
則
第
三
号
様
式
、
第
十
七
号
様
式
別
表
及
び
第

十
七
号
の
二
様
式
別
表
は
、
平
成
二
十
九
年
度
以
後
の

年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ

い
て
適
用
し
、
平
成
二
十
八
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
道

府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

３
　
新
規
則
第
五
号
の
九
様
式
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の

日
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と

い
う
。
）
以
後
に
提
出
さ
れ
る
法
第
五
十
条
の
七
第
一

項
及
び
第
三
百
二
十
八
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
申

告
書
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
提
出
さ
れ
た
法

第
五
十
条
の
七
第
一
項
及
び
第
三
百
二
十
八
条
の
七
第

一
項
に
規
定
す
る
申
告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

４
　
新
規
則
第
五
号
の
十
四
様
式
及
び
第
五
号
の
十
四
の

二
様
式
は
、
施
行
日
以
後
に
支
払
う
べ
き
法
第
五
十
条

の
二
及
び
第
三
百
二
十
八
条
に
規
定
す
る
退
職
手
当
等

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
退
職
手
当
等
」
と
い
う
。
）

に
係
る
法
第
五
十
条
の
九
及
び
第
三
百
二
十
八
条
の
十

四
に
規
定
す
る
特
別
徴
収
票
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行

日
前
に
支
払
う
べ
き
退
職
手
当
等
に
係
る
法
第
五
十
条

の
九
及
び
第
三
百
二
十
八
条
の
十
四
に
規
定
す
る
特
別

徴
収
票
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
一
二
月
二
五
日
総
務
省

令
第
一
〇
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
一
月
二
九
日
総
務
省
令

第
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
二
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
三
一
日
総
務
省
令

第
三
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、

当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
二
条
の
規
定
　
公
布
の
日

二
　
第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
第
二
十
四
条
の
六

の
二
の
改
正
規
定
　
平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
一
日

三
　
第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
第
一
条
の
七
第
二

十
三
号
、
第
九
条
の
八
、
第
十
条
第
六
項
第
一
号
、

第
十
条
の
二
の
二
及
び
第
十
条
の
二
の
三
の
改
正
規

定
並
び
に
同
令
附
則
第
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
後

段
の
改
正
規
定
並
び
に
第
四
条
の
規
定
並
び
に
次
条

第
四
項
の
規
定
及
び
附
則
第
七
条
の
規
定
（
総
務
省

関
係
法
令
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信

の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十

五
年
総
務
省
令
第
四
十
八
号
）
別
表
地
方
税
法
施
行

令
の
項
の
改
正
規
定
（
「
第
四
十
八
条
の
九
の
九
第
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一
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
四
十
八
条
の
九
の
十
」

を
「
第
四
十
八
条
の
九
の
十
第
一
項
及
び
第
四
項
並

び
に
第
四
十
八
条
の
九
の
十
一
」
に
改
め
る
部
分
に

限
る
。
）
に
限
る
。
）
　
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日

四
　
略

五
　
第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
六
条
第
四

項
及
び
第
五
項
の
改
正
規
定
、
同
条
第
三
十
五
項
の

改
正
規
定
、
同
項
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同

項
を
同
条
第
三
十
八
項
と
す
る
改
正
規
定
、
同
条
第

三
十
四
項
を
同
条
第
三
十
七
項
と
し
、
同
条
第
三
十

三
項
を
同
条
第
三
十
六
項
と
す
る
改
正
規
定
、
同
条

第
三
十
二
項
を
同
条
第
三
十
五
項
と
す
る
改
正
規

定
、
同
条
第
三
十
一
項
の
改
正
規
定
（
第
四
号
に
係

る
部
分
を
除
く
。
）
、
同
項
を
同
条
第
三
十
四
項
と

し
、
同
条
第
三
十
項
を
同
条
第
三
十
三
項
と
す
る
改

正
規
定
、
同
条
第
二
十
九
項
の
改
正
規
定
、
同
項
を

同
条
第
三
十
二
項
と
す
る
改
正
規
定
、
同
条
第
二
十

八
項
の
改
正
規
定
、
同
項
を
同
条
第
三
十
一
項
と

し
、
同
条
第
二
十
四
項
か
ら
第
二
十
七
項
ま
で
を
三

項
ず
つ
繰
り
下
げ
る
改
正
規
定
、
同
条
第
二
十
三
項

の
改
正
規
定
（
「
附
則
第
十
一
条
第
九
項
」
を
「
附

則
第
十
一
条
第
十
項
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、

同
項
を
同
条
第
二
十
六
項
と
す
る
改
正
規
定
、
同
条

第
二
十
二
項
の
改
正
規
定
、
同
項
を
同
条
第
二
十
五

項
と
す
る
改
正
規
定
、
同
条
第
二
十
一
項
の
改
正
規

定
、
同
項
を
同
条
第
二
十
四
項
と
す
る
改
正
規
定
、

同
条
第
二
十
項
の
改
正
規
定
、
同
項
を
同
条
第
二
十

三
項
と
し
、
同
条
第
十
六
項
か
ら
第
十
九
項
ま
で
を

三
項
ず
つ
繰
り
下
げ
る
改
正
規
定
、
同
条
第
十
五
項

を
同
条
第
十
八
項
と
す
る
改
正
規
定
、
同
条
第
十
四

項
を
同
条
第
十
七
項
と
す
る
改
正
規
定
、
同
条
第
十

三
項
を
同
条
第
十
六
項
と
す
る
改
正
規
定
、
同
条
第

十
二
項
を
同
条
第
十
五
項
と
し
、
同
条
第
九
項
か
ら

第
十
一
項
ま
で
を
三
項
ず
つ
繰
り
下
げ
る
改
正
規

定
、
同
条
第
八
項
の
改
正
規
定
、
同
項
を
同
条
第
九

項
と
し
、
同
項
の
次
に
二
項
を
加
え
る
改
正
規
定
並

び
に
同
条
第
七
項
の
次
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規

定
　
流
通
業
務
の
総
合
化
及
び
効
率
化
の
促
進
に
関

す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八

年
法
律
第
　
　
　
号
）
の
施
行
の
日

（
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施

行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
三

の
三
第
三
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規
定
は
、
平
成
二
十

九
年
一
月
一
日
以
後
に
支
払
を
受
け
る
べ
き
所
得
税
法

（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
二
十
八
条
第
一

項
に
規
定
す
る
給
与
等
に
係
る
地
方
税
法
（
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
五
条
の
三
の
二
第
一
項
及
び

第
三
百
十
七
条
の
三
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
申
告
書

又
は
法
第
四
十
五
条
の
三
の
二
第
二
項
及
び
第
三
百
十

七
条
の
三
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
申
告
書
を
提
出
す

る
場
合
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

２
　
新
規
則
第
二
条
の
三
の
六
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で

の
規
定
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
以
後
に
支
払
を

受
け
る
べ
き
所
得
税
法
第
二
百
三
条
の
二
に
規
定
す
る

公
的
年
金
等
に
係
る
法
第
四
十
五
条
の
三
の
三
第
一
項

及
び
第
三
百
十
七
条
の
三
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
申

告
書
（
法
第
四
十
五
条
の
三
の
三
第
二
項
及
び
第
三
百

十
七
条
の
三
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
も

の
を
含
む
。
）
を
提
出
す
る
場
合
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

３
　
新
規
則
第
二
条
の
五
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規

定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と

い
う
。
）
以
後
に
支
払
を
受
け
る
べ
き
法
第
五
十
条
の

二
及
び
第
三
百
二
十
八
条
に
規
定
す
る
退
職
手
当
等
に

係
る
法
第
五
十
条
の
七
第
一
項
及
び
第
三
百
二
十
八
条

の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
申
告
書
に
つ
い
て
適
用
す

る
。

４
　
新
規
則
第
十
条
第
六
項
第
一
号
、
第
十
条
の
二
の
二

第
一
号
及
び
第
十
条
の
二
の
三
第
一
号
の
規
定
は
、
前

条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
以
後
に
提
出
す

る
地
方
税
法
施
行
令
（
以
下
「
政
令
」
と
い
う
。
）
第

四
十
八
条
の
九
の
八
第
一
項
若
し
く
は
第
四
十
八
条
の

九
の
十
第
一
項
（
政
令
第
四
十
八
条
の
十
七
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
規
定
す
る
申
請
書
又
は
政
令
第
四
十
八
条
の

九
の
十
一
（
政
令
第
四
十
八
条
の
十
七
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
規
定
す
る
届
出
書
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
提

出
し
た
政
令
第
四
十
八
条
の
九
の
八
第
一
項
若
し
く
は

第
四
十
八
条
の
九
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
申
請
書
又

は
政
令
第
四
十
八
条
の
九
の
十
一
に
規
定
す
る
届
出
書

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

５
　
新
規
則
第
三
号
様
式
別
表
表
面
は
、
施
行
日
以
後
に

行
わ
れ
る
法
第
三
百
二
十
一
条
の
四
第
一
項
（
同
条
第

六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
第
三
百
二
十
一
条
の
六
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前

に
行
わ
れ
た
法
第
三
百
二
十
一
条
の
四
第
一
項
又
は
第

三
百
二
十
一
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

６
　
新
規
則
第
五
号
の
十
四
様
式
、
第
五
号
の
十
四
の
二

様
式
及
び
第
十
七
号
様
式
別
表
は
、
施
行
日
以
後
に
法

第
五
十
条
の
九
及
び
第
三
百
二
十
八
条
の
十
四
の
規
定

に
よ
り
提
出
し
、
若
し
く
は
交
付
す
る
こ
れ
ら
の
規
定

に
規
定
す
る
特
別
徴
収
票
又
は
法
第
三
百
十
七
条
の
六

第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
こ

れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
給
与
支
払
報
告
書
に
つ
い
て

適
用
し
、
施
行
日
前
に
法
第
五
十
条
の
九
及
び
第
三
百

二
十
八
条
の
十
四
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
、
若
し
く
は

交
付
し
た
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
特
別
徴
収
票
又

は
法
第
三
百
十
七
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
提
出
し
た
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
給

与
支
払
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

７
　
法
附
則
第
三
十
五
条
の
二
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
ら
れ
た
法
第
七
十
一
条
の
三
十
一
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
第
一
条
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
施

行
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
二
号
の

十
三
様
式
か
ら
第
十
二
号
の
十
五
様
式
ま
で
に
よ
る
同

項
に
規
定
す
る
納
入
申
告
書
を
提
出
し
た
場
合
に
は
、

当
分
の
間
、
新
規
則
第
十
二
号
の
十
三
様
式
か
ら
第
十

二
号
の
十
五
様
式
ま
で
に
よ
る
同
項
に
規
定
す
る
納
入

申
告
書
を
提
出
し
た
も
の
と
み
な
す
。

（
地
方
消
費
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
新
規
則
第
七
条
の
二
の
八
及
び
附
則
第
三
条
の

二
の
三
の
規
定
は
、
平
成
二
十
八
年
三
月
か
ら
五
月
ま

で
の
期
間
を
徴
収
取
扱
費
算
定
期
間
（
地
方
税
法
施
行

令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
政
令
（
平
成
二
十
八
年

政
令
第
百
三
十
三
号
。
以
下
「
改
正
令
」
と
い
う
。
）

に
よ
る
改
正
後
の
政
令
（
以
下
「
新
令
」
と
い
う
。
）

第
三
十
五
条
の
十
七
第
一
項
及
び
附
則
第
六
条
の
十
一

第
一
項
に
規
定
す
る
徴
収
取
扱
費
算
定
期
間
を
い
う
。

次
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
す
る
徴
収
取

扱
費
（
法
第
七
十
二
条
の
百
十
三
第
一
項
及
び
附
則
第

九
条
の
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
徴
収
取
扱
費
を
い

う
。
次
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
支
払
か

ら
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
社
会
保
障
の
安

定
財
源
の
確
保
等
を
図
る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行

う
た
め
の
地
方
税
法
及
び
地
方
交
付
税
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
九
号
。
第

三
項
に
お
い
て
「
地
方
税
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）

附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ

と
と
さ
れ
た
地
方
消
費
税
の
納
付
額
の
払
込
み
が
あ
る

と
き
は
、
新
規
則
第
七
条
の
二
の
八
及
び
附
則
第
三
条

の
二
の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
七

条
の
二
の
八
第
一
項
中
「
政
令
第
三
十
五
条
の
十
七
第

一
項
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
税
法
施
行
令
等
の
一
部
を

改
正
す
る
等
の
政
令
（
平
成
二
十
八
年
政
令
第
百
三
十

三
号
。
附
則
第
三
条
の
二
の
三
第
一
項
に
お
い
て
「
改

正
令
」
と
い
う
。
）
附
則
第
五
条
第
一
項
後
段
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
政
令
第
三
十
五
条
の

十
七
第
一
項
」
と
、
新
規
則
附
則
第
三
条
の
二
の
三
第

一
項
中
「
政
令
附
則
第
六
条
の
十
一
第
一
項
」
と
あ
る

の
は
「
改
正
令
附
則
第
五
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
政
令
附
則
第
六
条
の
十
一

第
一
項
」
と
す
る
。

２
　
平
成
二
十
八
年
三
月
か
ら
五
月
ま
で
の
期
間
を
徴
収

取
扱
費
算
定
期
間
と
す
る
徴
収
取
扱
費
の
支
払
に
つ
い

て
の
新
規
則
第
七
条
の
二
の
八
及
び
附
則
第
三
条
の
二

の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
七
条
の

二
の
八
第
一
項
中
「
徴
収
取
扱
費
基
礎
額
（
政
令
第
三

十
五
条
の
十
七
第
一
項
に
規
定
す
る
」
と
あ
る
の
は

「
平
成
二
十
八
年
三
月
の
徴
収
取
扱
費
基
礎
額
（
地
方

税
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
政
令
（
平
成

二
十
八
年
政
令
第
百
三
十
三
号
。
以
下
こ
の
項
及
び
附

則
第
三
条
の
二
の
三
第
一
項
に
お
い
て
「
改
正
令
」
と

い
う
。
）
附
則
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
政
令
第
三
十
五
条
の
十
七
第
一
項
に

規
定
す
る
平
成
二
十
八
年
三
月
の
徴
収
取
扱
費
基
礎
額

を
い
う
。
）
及
び
平
成
二
十
八
年
四
月
及
び
五
月
の
徴

収
取
扱
費
基
礎
額
（
改
正
令
附
則
第
五
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
政
令
第
三
十
五
条

の
十
七
第
一
項
に
規
定
す
る
平
成
二
十
八
年
四
月
及
び

五
月
の
」
と
、
新
規
則
附
則
第
三
条
の
二
の
三
第
一
項

中
「
徴
収
取
扱
費
基
礎
額
（
政
令
附
則
第
六
条
の
十
一

第
一
項
に
規
定
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
八
年

三
月
の
徴
収
取
扱
費
基
礎
額
（
改
正
令
附
則
第
五
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
政
令
附

則
第
六
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
平
成
二
十
八
年

三
月
の
徴
収
取
扱
費
基
礎
額
を
い
う
。
）
及
び
平
成
二

十
八
年
四
月
及
び
五
月
の
徴
収
取
扱
費
基
礎
額
（
改
正

令
附
則
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適

用
さ
れ
る
政
令
附
則
第
六
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す

る
平
成
二
十
八
年
四
月
及
び
五
月
の
」
と
す
る
。

３
　
地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
地
方
消
費
税
の
納

付
額
の
払
込
み
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
平
成
二
十
八
年

三
月
か
ら
五
月
ま
で
の
期
間
を
徴
収
取
扱
費
算
定
期
間

と
す
る
徴
収
取
扱
費
の
支
払
に
つ
い
て
の
第
一
項
後
段

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
新
規
則
第
七

条
の
二
の
八
及
び
附
則
第
三
条
の
二
の
三
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
同
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
適
用
さ
れ
る
新
規
則
第
七
条
の
二
の
八
第
一
項
中

「
徴
収
取
扱
費
基
礎
額
（
地
方
税
法
施
行
令
等
の
一
部

を
改
正
す
る
等
の
政
令
（
平
成
二
十
八
年
政
令
第
百
三

十
三
号
。
附
則
第
三
条
の
二
の
三
第
一
項
に
お
い
て

「
改
正
令
」
と
い
う
。
）
附
則
第
五
条
第
一
項
後
段
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
政
令
第
三
十
五
条
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の
十
七
第
一
項
に
規
定
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二

十
八
年
三
月
の
徴
収
取
扱
費
基
礎
額
（
地
方
税
法
施
行

令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
政
令
（
平
成
二
十
八
年

政
令
第
百
三
十
三
号
。
以
下
こ
の
項
及
び
附
則
第
三
条

の
二
の
三
第
一
項
に
お
い
て
「
改
正
令
」
と
い
う
。
）

附
則
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

さ
れ
る
政
令
第
三
十
五
条
の
十
七
第
一
項
に
規
定
す
る

平
成
二
十
八
年
三
月
の
徴
収
取
扱
費
基
礎
額
を
い
う
。
）

及
び
平
成
二
十
八
年
四
月
及
び
五
月
の
徴
収
取
扱
費
基

礎
額
（
改
正
令
附
則
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
政
令
第
三
十
五
条
の
十
七
第
一

項
に
規
定
す
る
平
成
二
十
八
年
四
月
及
び
五
月
の
」

と
、
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ

れ
る
新
規
則
附
則
第
三
条
の
二
の
三
第
一
項
中
「
徴
収

取
扱
費
基
礎
額
（
改
正
令
附
則
第
五
条
第
一
項
後
段
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
政
令
附
則
第
六

条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
平
成

二
十
八
年
三
月
の
徴
収
取
扱
費
基
礎
額
（
改
正
令
附
則

第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ

る
政
令
附
則
第
六
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
平
成

二
十
八
年
三
月
の
徴
収
取
扱
費
基
礎
額
を
い
う
。
）
及

び
平
成
二
十
八
年
四
月
及
び
五
月
の
徴
収
取
扱
費
基
礎

額
（
改
正
令
附
則
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
政
令
附
則
第
六
条
の
十
一
第
一
項

に
規
定
す
る
平
成
二
十
八
年
四
月
及
び
五
月
の
」
と
す

る
。

（
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
新
規
則
附
則
第
四
条
第
七
項
及
び
第
十
五
項
の

規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
新
令
附
則
第
十
条
第
七
項
又

は
第
二
十
三
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
届
出
書
に
つ

い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
改
正
令
第
一
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
前
の
政
令
附
則
第
十
条
第
七
項
又
は
第
二
十

三
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
た
届
出
書
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
自
動
車
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条
　
新
規
則
第
十
六
号
の
九
様
式
は
、
施
行
日
以
後

の
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
べ
き
自
動
車
取
得
税

に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
自
動
車
の
取
得
に
対

し
て
課
す
る
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

（
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条
　
農
業
協
同
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の

法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
六
十
三
号
）
附
則
第
十

条
に
規
定
す
る
存
続
中
央
会
に
対
す
る
新
規
則
第
十
六

条
の
十
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中

「
農
業
協
同
組
合
連
合
会
」
と
あ
る
の
は
、
「
農
業
協
同

組
合
連
合
会
、
農
業
協
同
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
六
十
三
号
）
附

則
第
十
条
に
規
定
す
る
存
続
中
央
会
」
と
す
る
。

２
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
二
十
六
項
の
規
定
は
、
施
行

日
以
後
に
取
得
さ
れ
る
同
項
に
規
定
す
る
車
両
に
対
し

て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前

に
取
得
さ
れ
た
旧
規
則
附
則
第
六
条
第
二
十
三
項
に
規

定
す
る
車
両
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
三
十
五
項
の
規
定
は
、
施
行

日
以
後
に
同
項
に
規
定
す
る
政
府
の
補
助
を
受
け
て
取

得
さ
れ
る
償
却
資
産
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に

つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
旧
規
則
附
則
第
六
条
第

三
十
二
項
に
規
定
す
る
政
府
の
補
助
を
受
け
て
取
得
さ

れ
た
償
却
資
産
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
四
十
七
項
の
規
定
は
、
施
行

日
以
後
に
同
項
に
規
定
す
る
政
府
の
補
助
を
受
け
て
取

得
さ
れ
る
償
却
資
産
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に

つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
旧
規
則
附
則
第
六
条
第

四
十
四
項
に
規
定
す
る
政
府
の
補
助
を
受
け
て
取
得
さ

れ
た
償
却
資
産
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

５
　
改
正
令
附
則
第
十
一
条
第
六
項
に
規
定
す
る
鉄
道
事

業
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も

の
は
、
線
路
設
備
、
電
路
設
備
、
停
車
場
、
変
電
所
、

車
庫
、
工
場
、
倉
庫
及
び
詰
所
の
用
に
供
す
る
固
定
資

産
又
は
車
両
と
す
る
。

６
　
改
正
令
附
則
第
十
一
条
第
六
項
に
規
定
す
る
鉄
道
施

設
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も

の
は
、
線
路
設
備
、
電
路
設
備
、
停
車
場
、
変
電
所
及

び
車
両
と
す
る
。

７
　
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
取
得
さ
れ
、
又
は
改
良
さ
れ

た
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成

二
十
八
年
法
律
第
十
三
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規

定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
改

正
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法
附
則
第
五
十

六
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
車
両
等
に
対
し
て
課
す

る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
旧
規
則
附
則
第
二
十
四

条
の
二
第
一
項
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
法
附
則
第
五
十

六
条
の
二
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
地
方
税
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第

十
三
号
）
附
則
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
な

お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
一
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法
附
則
第
五
十
六
条
の
二
第
三

項
」
と
す
る
。

８
　
新
規
則
第
二
十
五
号
の
三
様
式
は
、
施
行
日
以
後
に

法
第
三
百
六
十
四
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
徴
収
す
る

固
定
資
産
税
の
納
税
通
知
書
と
し
て
交
付
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
交
付
」
と
い
う
。
）
が
さ
れ
る
場
合
に

つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
交
付
が
さ
れ
た
場
合
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
三
一
日
総
務
省
令

第
三
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
元
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該

各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
第
三
条
の
四
第
二

項
、
第
三
条
の
四
の
二
第
一
項
第
四
号
、
第
三
条
の

四
の
三
第
二
項
、
第
五
条
の
二
第
二
項
、
第
五
条
の

四
第
二
項
、
第
十
条
の
二
の
六
第
二
項
及
び
第
十
条

の
二
の
七
第
二
項
の
改
正
規
定
並
び
に
同
令
附
則
第

五
条
の
二
第
六
項
及
び
第
八
項
の
改
正
規
定
　
平
成

二
十
九
年
四
月
一
日

二
　
第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
第
二
条
の
二
第
二

項
及
び
第
七
項
の
改
正
規
定
並
び
に
次
条
の
規
定
　

平
成
三
十
一
年
一
月
一
日

（
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施

行
規
則
第
二
条
の
二
第
二
項
及
び
第
七
項
の
規
定
は
、

令
和
元
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及

び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
三
十
年
度
分

ま
で
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
自
動
車
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律

（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
十
三
号
。
以
下
こ
の
条
及
び

次
条
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
一

条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ

た
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
前
の
地
方
税
法
施
行
規
則
第
八
条
の
二
十
七
第
一
項

（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
よ
り
減
額
す
る
場
合
に
お
い
て
、
令
和
元
年
十

月
以
後
に
到
来
す
る
交
付
時
期
に
お
い
て
交
付
す
べ
き

額
か
ら
当
該
減
額
す
る
額
を
差
し
引
い
た
額
が
零
を
下

回
る
と
き
は
、
当
該
下
回
る
額
は
、
当
該
交
付
時
期
に

お
い
て
、
改
正
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地

方
税
法
第
百
七
十
七
条
の
六
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
よ
っ
て
交
付
す
べ
き
環
境
性
能
割
額
か
ら
控
除
す

る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
六
月
三
〇
日
総
務
省
令

第
六
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
第
四
号
の
二
様
式
及
び
第
五
号
の
二
様
式
の
改
正

規
定
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
七
月
一
日
総
務
省
令
第

七
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
中
小
企
業
の
新
た
な
事
業
活
動
の
促

進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の

日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
一
〇
月
七
日
総
務
省
令

第
八
六
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
道
府
県
た
ば
こ
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規

則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
次
条
に
お
い
て
「
新

規
則
」
と
い
う
。
）
別
記
第
一
号
様
式
は
、
こ
の
省
令

の
施
行
の
日
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
施

行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
二
号
。
次
条
に

お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
二
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
申
告
書
に
つ
い
て
適
用

し
、
施
行
日
前
に
同
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
た
申
告

書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
市
町
村
た
ば
こ
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
新
規
則
別
記
第
二
号
様
式
は
、
施
行
日
以
後
に

改
正
法
附
則
第
二
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す

る
申
告
書
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
同
項
の
規

定
に
よ
り
提
出
し
た
申
告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
一
〇
月
三
一
日
総
務
省

令
第
八
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
一
〇
月
三
一
日
総
務
省

令
第
八
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
十
一
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
一
二
月
二
八
日
総
務
省

令
第
一
〇
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
三
条
の
規
定
は
、
公
布

の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施

行
規
則
第
五
十
五
号
の
七
様
式
は
、
こ
の
省
令
の
施
行

の
日
以
後
に
送
付
す
る
地
方
税
法
附
則
第
七
条
第
一
項
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及
び
第
八
項
に
規
定
す
る
申
告
特
例
通
知
書
に
つ
い
て

適
用
し
、
同
日
前
に
送
付
す
る
同
条
第
一
項
及
び
第
八

項
に
規
定
す
る
申
告
特
例
通
知
書
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
一
月
一
三
日
総
務
省
令

第
二
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正

前
の
地
方
税
法
施
行
規
則
第
二
条
の
四
第
一
号
イ
の
規

定
に
よ
る
指
定
を
受
け
て
い
る
法
人
は
、
こ
の
省
令
の

施
行
の
日
に
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法

施
行
規
則
第
一
条
の
九
の
二
第
一
号
の
指
定
が
あ
っ
た

も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
三
月
八
日
総
務
省
令
第

九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
三
月
三
一
日
総
務
省
令

第
二
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、

当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
五
条
第
一
項
、
第
六
条
及
び
第
六
条
の
二
の
改

正
規
定
、
同
条
を
第
六
条
の
二
の
二
と
し
、
第
六
条

の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
第
七
条
の

二
の
六
第
一
項
第
四
号
の
改
正
規
定
、
附
則
第
三
条

の
二
の
改
正
規
定
並
び
に
第
七
号
の
三
様
式
の
表
及

び
第
十
号
様
式
の
改
正
規
定
、
第
十
号
様
式
別
表
を

削
る
改
正
規
定
並
び
に
第
十
号
の
二
様
式
の
表
の
改

正
規
定
並
び
に
附
則
第
十
一
条
の
規
定
（
総
務
省
関

係
法
令
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の

技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
五

年
総
務
省
令
第
四
十
八
号
）
別
表
地
方
税
法
施
行
規

則
の
項
の
改
正
規
定
（
「
第
六
条
の
二
第
四
項
」
を

「
第
六
条
の
二
の
二
第
六
項
」
に
改
め
る
部
分
に
限

る
。
）
に
限
る
。
）
　
公
布
の
日

二
　
第
八
条
の
二
十
九
第
三
項
及
び
第
四
項
の
改
正
規

定
　
平
成
二
十
九
年
十
月
一
日

三
　
第
一
条
の
九
の
三
を
第
一
条
の
九
の
四
と
し
、
第

一
条
の
九
の
二
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、

第
二
条
の
二
、
第
二
条
の
三
第
三
項
、
第
二
条
の
三

の
三
第
十
項
た
だ
し
書
、
第
二
条
の
三
の
五
第
二
項

並
び
に
第
二
条
の
三
の
六
第
七
項
た
だ
し
書
及
び
第

八
項
の
改
正
規
定
並
び
に
次
条
第
一
項
及
び
附
則
第

十
一
条
の
規
定
（
総
務
省
関
係
法
令
に
係
る
行
政
手

続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る

法
律
施
行
規
則
別
表
地
方
税
法
施
行
令
の
項
の
改
正

規
定
（
「
第
三
十
五
条
の
四
の
二
」
を
「
第
三
十
五

条
の
四
の
二
第
三
項
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）

に
限
る
。
）
　
平
成
三
十
年
一
月
一
日

四
　
附
則
第
三
条
の
二
の
十
六
の
改
正
規
定
（
同
条
第

二
項
を
削
る
部
分
を
除
く
。
）
　
不
動
産
特
定
共
同
事

業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法

律
第
　
　
　
号
）
の
施
行
の
日

五
　
附
則
第
三
条
の
二
の
八
第
五
号
の
改
正
規
定
　
旅

館
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年

法
律
第
　
　
　
号
）
の
施
行
の
日

（
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規

則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
二
第
三

項
の
規
定
は
、
前
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の

日
以
後
に
平
成
三
十
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
道

府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
係
る
地
方
税
法
（
次
条

第
一
項
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
五
条
の

二
第
一
項
及
び
第
三
百
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す

る
申
告
書
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
申
告
書
」
と
い

う
。
）
を
提
出
す
る
場
合
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前

に
申
告
書
を
提
出
し
た
場
合
及
び
同
日
以
後
に
平
成
二

十
九
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村

民
税
に
係
る
申
告
書
を
提
出
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成

二
十
九
年
政
令
第
百
十
八
号
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条

第
一
項
に
お
い
て
「
改
正
令
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二

条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
徴
収
さ
れ

た
利
子
割
の
額
の
還
付
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
者
（
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
請
求
者
」
と
い
う
。
）
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
に
、
第
四
号
及
び

第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
、

こ
れ
を
同
条
第
十
項
の
都
道
府
県
の
知
事
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
請
求
者
の
氏
名
及
び
住
所

二
　
請
求
者
の
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の

法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
四
号
）
第
十
二
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
後
の
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三

十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
。
次
号
に
お
い
て
「
新
租

税
特
別
措
置
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
の
二
第
一
項

又
は
第
四
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
先
の
名

称
及
び
所
在
地

三
　
当
該
還
付
に
係
る
新
租
税
特
別
措
置
法
第
四
条
の

二
第
一
項
に
規
定
す
る
財
産
形
成
住
宅
貯
蓄
又
は
新

租
税
特
別
措
置
法
第
四
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る

財
産
形
成
年
金
貯
蓄
の
受
入
れ
を
し
て
い
た
新
租
税

特
別
措
置
法
第
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
金
融

機
関
の
営
業
所
等
の
名
称
及
び
所
在
地

四
　
当
該
徴
収
さ
れ
た
利
子
割
の
額
及
び
そ
の
徴
収
の

年
月
日

五
　
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る

政
令
（
平
成
二
十
九
年
政
令
第
百
十
四
号
）
附
則
第

二
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
実
の
発
生
が
改
正
令

附
則
第
二
条
第
十
項
に
規
定
す
る
災
害
等
の
事
由
に

基
因
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
事
情
の
詳

細
及
び
当
該
災
害
等
の
事
由
が
生
じ
た
年
月
日

六
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

３
　
前
項
の
規
定
は
、
改
正
令
附
則
第
二
条
第
十
一
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第

十
一
項
に
規
定
す
る
徴
収
さ
れ
た
配
当
割
の
額
の
還
付

を
請
求
し
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

４
　
新
規
則
第
三
号
様
式
別
表
は
、
平
成
二
十
九
年
度
以

後
の
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税

に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
二
十
八
年
度
分
ま
で
の
個
人

の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

（
地
方
消
費
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
新
規
則
第
七
条
の
二
の
八
及
び
附
則
第
三
条
の

二
の
三
の
規
定
は
、
平
成
二
十
九
年
三
月
か
ら
五
月
ま

で
の
期
間
を
徴
収
取
扱
費
算
定
期
間
（
改
正
令
に
よ
る

改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
令
第
三
十
五
条
の
十
七
第
一

項
及
び
附
則
第
六
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
徴
収

取
扱
費
算
定
期
間
を
い
う
。
次
項
及
び
第
三
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
と
す
る
徴
収
取
扱
費
（
法
第
七
十
二
条
の

百
十
三
第
一
項
及
び
附
則
第
九
条
の
十
四
第
一
項
に
規

定
す
る
徴
収
取
扱
費
を
い
う
。
次
項
及
び
第
三
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
支
払
か
ら
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
社
会
保
障
の
安
定
財
源
の
確
保
等
を
図
る
税

制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
の
地
方
税
法
及
び
地

方
交
付
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四

年
法
律
第
六
十
九
号
。
第
三
項
に
お
い
て
「
地
方
税
法

等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
地
方
消
費
税
の

納
付
額
の
払
込
み
が
あ
る
と
き
は
、
新
規
則
第
七
条
の

二
の
八
及
び
附
則
第
三
条
の
二
の
三
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
新
規
則
第
七
条
の
二
の
八
第
一
項
中
「
政

令
第
三
十
五
条
の
十
七
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
地
方

税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
九

年
政
令
第
百
十
八
号
。
附
則
第
三
条
の
二
の
三
第
一
項

に
お
い
て
「
改
正
令
」
と
い
う
。
）
附
則
第
四
条
第
一

項
後
段
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
政
令

第
三
十
五
条
の
十
七
第
一
項
」
と
、
新
規
則
附
則
第
三

条
の
二
の
三
第
一
項
中
「
政
令
附
則
第
六
条
の
十
一
第

一
項
」
と
あ
る
の
は
「
改
正
令
附
則
第
四
条
第
一
項
後

段
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
政
令
附
則

第
六
条
の
十
一
第
一
項
」
と
す
る
。

２
　
平
成
二
十
九
年
三
月
か
ら
五
月
ま
で
の
期
間
を
徴
収

取
扱
費
算
定
期
間
と
す
る
徴
収
取
扱
費
の
支
払
に
つ
い

て
の
新
規
則
第
七
条
の
二
の
八
及
び
附
則
第
三
条
の
二

の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
七
条
の

二
の
八
第
一
項
中
「
徴
収
取
扱
費
基
礎
額
（
政
令
第
三

十
五
条
の
十
七
第
一
項
に
規
定
す
る
」
と
あ
る
の
は

「
平
成
二
十
九
年
三
月
の
徴
収
取
扱
費
基
礎
額
（
地
方

税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
九

年
政
令
第
百
十
八
号
。
以
下
こ
の
項
及
び
附
則
第
三
条

の
二
の
三
第
一
項
に
お
い
て
「
改
正
令
」
と
い
う
。
）

附
則
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

さ
れ
る
政
令
第
三
十
五
条
の
十
七
第
一
項
に
規
定
す
る

平
成
二
十
九
年
三
月
の
徴
収
取
扱
費
基
礎
額
を
い
う
。
）

及
び
平
成
二
十
九
年
四
月
及
び
五
月
の
徴
収
取
扱
費
基

礎
額
（
改
正
令
附
則
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
政
令
第
三
十
五
条
の
十
七
第
一

項
に
規
定
す
る
平
成
二
十
九
年
四
月
及
び
五
月
の
」

と
、
新
規
則
附
則
第
三
条
の
二
の
三
第
一
項
中
「
徴
収

取
扱
費
基
礎
額
（
政
令
附
則
第
六
条
の
十
一
第
一
項
に

規
定
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
九
年
三
月
の
徴

収
取
扱
費
基
礎
額
（
改
正
令
附
則
第
四
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
政
令
附
則
第
六
条

の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
平
成
二
十
九
年
三
月
の
徴

収
取
扱
費
基
礎
額
を
い
う
。
）
及
び
平
成
二
十
九
年
四

月
及
び
五
月
の
徴
収
取
扱
費
基
礎
額
（
改
正
令
附
則
第

四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る

政
令
附
則
第
六
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
平
成
二

十
九
年
四
月
及
び
五
月
の
」
と
す
る
。

３
　
地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
地
方
消
費
税
の
納

付
額
の
払
込
み
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
平
成
二
十
九
年

三
月
か
ら
五
月
ま
で
の
期
間
を
徴
収
取
扱
費
算
定
期
間

と
す
る
徴
収
取
扱
費
の
支
払
に
つ
い
て
の
第
一
項
後
段

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
新
規
則
第
七

条
の
二
の
八
及
び
附
則
第
三
条
の
二
の
三
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
同
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
適
用
さ
れ
る
新
規
則
第
七
条
の
二
の
八
第
一
項
中

「
徴
収
取
扱
費
基
礎
額
（
地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
を

改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
九
年
政
令
第
百
十
八
号
。

附
則
第
三
条
の
二
の
三
第
一
項
に
お
い
て
「
改
正
令
」

と
い
う
。
）
附
則
第
四
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
政
令
第
三
十
五
条
の
十
七
第

一
項
に
規
定
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
九
年
三
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月
の
徴
収
取
扱
費
基
礎
額
（
地
方
税
法
施
行
令
の
一
部

を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
九
年
政
令
第
百
十
八

号
。
以
下
こ
の
項
及
び
附
則
第
三
条
の
二
の
三
第
一
項

に
お
い
て
「
改
正
令
」
と
い
う
。
）
附
則
第
四
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
政
令
第
三

十
五
条
の
十
七
第
一
項
に
規
定
す
る
平
成
二
十
九
年
三

月
の
徴
収
取
扱
費
基
礎
額
を
い
う
。
）
及
び
平
成
二
十

九
年
四
月
及
び
五
月
の
徴
収
取
扱
費
基
礎
額
（
改
正
令

附
則
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

さ
れ
る
政
令
第
三
十
五
条
の
十
七
第
一
項
に
規
定
す
る

平
成
二
十
九
年
四
月
及
び
五
月
の
」
と
、
第
一
項
後
段

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
新
規
則
附
則

第
三
条
の
二
の
三
第
一
項
中
「
徴
収
取
扱
費
基
礎
額

（
改
正
令
附
則
第
四
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
政
令
附
則
第
六
条
の
十
一
第
一

項
に
規
定
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
九
年
三
月

の
徴
収
取
扱
費
基
礎
額
（
改
正
令
附
則
第
四
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
政
令
附
則
第

六
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
平
成
二
十
九
年
三
月

の
徴
収
取
扱
費
基
礎
額
を
い
う
。
）
及
び
平
成
二
十
九

年
四
月
及
び
五
月
の
徴
収
取
扱
費
基
礎
額
（
改
正
令
附

則
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ

れ
る
政
令
附
則
第
六
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
平

成
二
十
九
年
四
月
及
び
五
月
の
」
と
す
る
。

第
四
条
　
新
規
則
第
七
条
の
二
の
九
の
規
定
は
、
こ
の
省

令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後

に
行
わ
れ
る
地
方
消
費
税
の
清
算
に
つ
い
て
適
用
し
、

施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
地
方
消
費
税
の
清
算
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条
　
新
規
則
附
則
第
三
条
の
二
の
八
の
規
定
は
、
施

行
日
以
後
の
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
べ
き
不
動

産
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
不
動
産
の

取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
自
動
車
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条
　
新
規
則
第
十
六
号
の
九
様
式
は
、
施
行
日
以
後

の
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
べ
き
自
動
車
取
得
税

に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
自
動
車
の
取
得
に
対

し
て
課
す
る
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

（
軽
油
引
取
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
七
条
　
新
規
則
第
八
条
の
三
十
二
第
一
項
第
七
号
イ
、

第
八
条
の
三
十
三
第
六
号
イ
及
び
第
八
条
の
三
十
四
第

六
号
イ
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
提
出
す
る
新
規
則

第
八
条
の
三
十
二
第
一
項
、
第
八
条
の
三
十
三
及
び
第

八
条
の
三
十
四
に
規
定
す
る
申
請
書
に
つ
い
て
適
用

し
、
施
行
日
前
に
提
出
し
た
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前

の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
次
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま

で
に
お
い
て
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
第
八
条
の
三
十

二
第
一
項
、
第
八
条
の
三
十
三
及
び
第
八
条
の
三
十
四

に
規
定
す
る
申
請
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。

（
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
八
条
　
施
行
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

の
間
に
お
け
る
新
規
則
附
則
第
六
条
第
三
十
一
項
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
二
酸
化
炭
素
排
出

抑
制
対
策
事
業
費
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
二
酸
化
炭
素

排
出
抑
制
対
策
事
業
費
、
」
と
、
「
に
係
る
」
と
あ
る
の

は
「
又
は
水
素
供
給
設
備
整
備
事
業
費
に
係
る
」
と
す

る
。

２
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
三
十
五
項
の
規
定
は
、
施
行

日
以
後
に
取
得
さ
れ
る
同
項
に
規
定
す
る
政
府
の
補
助

を
受
け
て
取
得
さ
れ
る
償
却
資
産
に
対
し
て
課
す
べ
き

固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
旧
規
則

附
則
第
六
条
第
三
十
五
項
に
規
定
す
る
政
府
の
補
助
を

受
け
て
取
得
さ
れ
た
償
却
資
産
に
対
し
て
課
す
る
固
定

資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
三
十
八
項
の
規
定
は
、
施
行

日
以
後
に
取
得
さ
れ
る
同
項
に
規
定
す
る
車
両
に
対
し

て
課
す
べ
き
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日

前
に
取
得
さ
れ
た
旧
規
則
附
則
第
六
条
第
三
十
八
項
に

規
定
す
る
車
両
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
四
十
七
項
の
規
定
は
、
施
行

日
以
後
に
取
得
さ
れ
る
同
項
に
規
定
す
る
政
府
の
補
助

を
受
け
て
取
得
さ
れ
る
家
屋
又
は
償
却
資
産
に
対
し
て

課
す
べ
き
固
定
資
産
税
又
は
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
適

用
し
、
施
行
日
前
に
旧
規
則
附
則
第
六
条
第
四
十
七
項

に
規
定
す
る
政
府
の
補
助
を
受
け
て
取
得
さ
れ
た
家
屋

又
は
償
却
資
産
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
又
は
都

市
計
画
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

５
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
五
十
九
項
の
規
定
は
、
施
行

日
以
後
に
取
得
さ
れ
る
同
項
に
規
定
す
る
機
械
類
に
対

し
て
課
す
べ
き
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行

日
前
に
取
得
さ
れ
た
旧
規
則
附
則
第
六
条
第
六
十
項
に

規
定
す
る
機
械
類
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
特
別
土
地
保
有
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
九
条
　
農
業
協
同
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の

法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
六
十
三
号
）
附
則
第
十

条
に
規
定
す
る
存
続
中
央
会
に
対
す
る
新
規
則
第
十
六

条
の
十
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中

「
農
業
協
同
組
合
連
合
会
」
と
あ
る
の
は
、
「
農
業
協
同

組
合
連
合
会
、
農
業
協
同
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
六
十
三
号
）
附

則
第
十
条
に
規
定
す
る
存
続
中
央
会
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
三
月
三
一
日
総
務
省
令

第
二
七
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
自
動
車
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
第

十
六
号
の
九
様
式
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
後
の

自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
べ
き
自
動
車
取
得
税
に

つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
の
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て

課
す
る
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
七
月
六
日
総
務
省
令
第

四
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
第
六
号
様
式
別
表
六
の
表
の
改
正
規
定
は
、
原
子

力
損
害
賠
償
・
廃
炉
等
支
援
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
三
十
号
）
の
施
行
の

日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
七
月
七
日
総
務
省
令
第

四
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
一
〇
月
一
二
日
総
務
省

令
第
六
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。
た
だ
し
、
附
則
第
十
七
条
第
一
項
の
改
正
規
定

は
、
令
和
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
一
二
月
一
八
日
総
務
省

令
第
八
一
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
一
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
三
十
年
十
二

月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改

正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
次
条
に
お
い
て
「
新
規

則
」
と
い
う
。
）
第
十
条
の
二
の
三
第
二
項
第
二
号
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
第
四
十
条
の
三

の
三
第
十
六
項
第
一
号
（
同
法
第
四
十
一
条
の
十
九
の

五
第
十
三
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
四
十
条
の
三
の
三

第
十
二
項
第
一
号
（
同
法
第
四
十
一
条
の
十
九
の
五
第

十
項
」
と
す
る
。

（
事
業
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
三
十
年
十
二

月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
新
規
則
第
七
条
第
二

項
第
二
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
第

四
十
条
の
三
の
三
第
十
六
項
第
一
号
（
同
法
第
四
十
一

条
の
十
九
の
五
第
十
三
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
四
十

条
の
三
の
三
第
十
二
項
第
一
号
（
同
法
第
四
十
一
条
の

十
九
の
五
第
十
項
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
一
二
月
二
六
日
総
務
省

令
第
八
三
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
第

二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
は
、
平
成
三
十
年
度
以
後
の

年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ

い
て
適
用
し
、
平
成
二
十
九
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
道

府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
三
月
三
一
日
総
務
省
令

第
二
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当

該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
十
六
条
の
五
の
五
第
一
項
第
一
号
の
改
正
規

定
　
平
成
三
十
年
六
月
十
五
日

二
　
第
八
条
の
二
の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並

び
に
第
十
六
条
の
二
、
第
十
六
条
の
二
の
二
、
第
十

六
号
様
式
、
第
十
六
号
の
二
様
式
並
び
に
第
十
六
号

の
五
様
式
記
載
要
領
５
及
び
６
の
改
正
規
定
並
び
に

附
則
第
四
条
、
第
五
条
、
第
八
条
及
び
第
九
条
の
規

定
　
平
成
三
十
年
十
月
一
日

三
　
第
一
条
の
十
の
改
正
規
定
、
附
則
第
二
条
の
四
に

一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
第
十
七
号
様
式
別

表
及
び
第
十
七
号
の
二
様
式
別
表
の
改
正
規
定
並
び

に
次
条
第
二
項
及
び
附
則
第
十
二
条
の
規
定
（
総
務

省
関
係
法
令
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通

信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成

十
五
年
総
務
省
令
第
四
十
八
号
）
別
表
地
方
税
法

（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
の
項
の

改
正
規
定
（
「
第
三
項
、
第
四
項
」
の
下
に
「
第
五

項
」
を
加
え
、
「
第
十
項
及
び
第
十
一
項
」
を
「
第

十
項
、
第
十
一
項
及
び
第
十
二
項
」
に
改
め
る
部
分

に
限
る
。
）
に
限
る
。
）
　
平
成
三
十
一
年
一
月
一
日

四
　
附
則
第
六
条
に
九
項
を
加
え
る
改
正
規
定
（
同
条

第
八
十
六
項
か
ら
第
九
十
一
項
ま
で
に
係
る
部
分
に

限
る
。
）
及
び
附
則
第
十
二
条
の
規
定
（
総
務
省
関

係
法
令
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
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技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
別
表
地
方
税

法
施
行
令
の
項
の
改
正
規
定
（
「
附
則
第
四
条
第
一

項
第
一
号
に
規
定
す
る
書
類
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）

」
の
下
に
「
、
第
十
一
条
第
四
十
六
項
」
を
加
え
る

部
分
に
限
る
。
）
に
限
る
。
）
　
生
産
性
向
上
特
別
措

置
法
（
平
成
三
十
年
法
律
第
　
　
　
号
）
の
施
行

の
日

五
　
附
則
第
三
条
の
二
の
十
八
の
次
に
一
条
を
加
え
る

改
正
規
定
及
び
附
則
第
六
条
に
九
項
を
加
え
る
改
正

規
定
（
同
条
第
九
十
二
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
　

都
市
再
生
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
三
十
年
法
律
第
　
　
　
号
）
の
施
行
の
日

六
　
第
十
五
条
の
六
の
三
を
第
十
五
条
の
六
の
四
と

し
、
同
条
の
前
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
　
成
年

被
後
見
人
等
の
権
利
の
制
限
に
係
る
措
置
の
適
正
化

等
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律

（
平
成
三
十
年
法
律
第
　
　
　
号
）
附
則
第
一
条
第

二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日

七
　
附
則
第
四
条
の
四
第
十
一
項
、
第
四
条
の
六
の
二

第
十
七
項
第
一
号
ハ
、
第
五
条
の
二
第
四
項
及
び
第

八
条
の
三
の
四
第
三
項
の
改
正
規
定
　
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
使
用
の
合
理
化
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
　
　
　
号
）
の
施

行
の
日

（
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規

則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
三
の
六

第
六
項
及
び
第
七
項
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の

日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
提
出
す
る

新
規
則
第
二
条
の
三
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
公
的
年

金
等
受
給
者
の
扶
養
親
族
申
告
書
に
つ
い
て
適
用
す

る
。

２
　
新
規
則
第
十
七
号
様
式
別
表
及
び
第
十
七
号
の
二
様

式
別
表
は
、
令
和
元
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
道

府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成

三
十
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村

民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
地
方
消
費
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
新
規
則
第
七
条
の
二
の
九
、
第
七
条
の
二
の

十
、
第
七
条
の
二
の
十
二
及
び
第
七
条
の
二
の
十
三
の

規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
行
わ
れ
る
地
方
消
費
税
の
清

算
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
地
方
消

費
税
の
清
算
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
道
府
県
た
ば
こ
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
る
改

正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
以
下
「
三
十
年
十
月
新

規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
六
号
様
式
、
第
十
六
号
の
二

様
式
及
び
第
十
六
号
の
五
様
式
は
、
同
条
第
二
号
に
掲

げ
る
規
定
の
施
行
の
日
以
後
に
行
わ
れ
る
地
方
税
法
第

七
十
四
条
の
二
第
一
項
の
売
渡
し
又
は
同
条
第
二
項
の

売
渡
し
若
し
く
は
消
費
等
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
売
渡
し
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
製
造
た
ば
こ
に
対
し

て
課
す
べ
き
道
府
県
た
ば
こ
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
同

日
前
に
行
わ
れ
た
売
渡
し
等
に
係
る
製
造
た
ば
こ
に
対

し
て
課
し
た
、
又
は
課
す
べ
き
で
あ
っ
た
道
府
県
た
ば

こ
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平

成
二
十
七
年
総
務
省
令
第
三
十
八
号
）
に
よ
る
改
正
前

の
地
方
税
法
施
行
規
則
第
四
十
八
号
の
二
様
式
別
表
記

載
要
領
４
中
「
と
紙
巻
た
ば
こ
以
外
の
」
を
「
、
法
第

７
４
条
の
４
第
２
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
」
に
改

め
、
「
も
の
）
」
の
次
に
「
及
び
加
熱
式
た
ば
こ
を
同
条

第
３
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
紙
巻
た
ば
こ
の
本
数

の
合
計
数
」
を
加
え
る
。

（
手
持
品
課
税
に
係
る
道
府
県
た
ば
こ
税
の
申
告
方
法

等
）

第
五
条
　
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

三
十
年
法
律
第
三
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）

附
則
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
及
び
こ
れ

に
係
る
修
正
申
告
書
の
様
式
は
、
別
記
第
一
号
様
式
に

よ
る
も
の
と
す
る
。

２
　
改
正
法
附
則
第
十
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
卸
売
販

売
業
者
等
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
卸
売
販
売
業
者

等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
同
条
第
二

項
に
規
定
す
る
小
売
販
売
業
者
が
道
府
県
た
ば
こ
税
に

係
る
地
方
団
体
の
徴
収
金
を
納
付
す
る
と
き
は
、
当
該

地
方
団
体
の
徴
収
金
に
地
方
税
法
施
行
規
則
（
以
下

「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
六
号
の
四
様
式
に
よ
る
納
付

書
を
添
え
て
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
卸
売
販
売
業
者
等
が
、
改
正
法
附
則
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
道
府
県
た
ば
こ
税
に
相
当
す
る
金
額
に

つ
い
て
、
控
除
又
は
還
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に

は
、
規
則
第
八
条
の
六
、
第
八
条
の
七
又
は
第
八
条
の

九
の
規
定
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
申
告

書
に
添
付
す
べ
き
三
十
年
十
月
新
規
則
第
十
六
号
の
五

様
式
に
よ
る
書
類
中
「
返
還
の
理
由
及
び
そ
の
他
参
考

と
な
る
べ
き
事
項
」
欄
に
、
当
該
控
除
又
は
還
付
を
受

け
よ
う
と
す
る
製
造
た
ば
こ
（
同
項
に
規
定
す
る
製
造

た
ば
こ
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

つ
い
て
改
正
法
附
則
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
道

府
県
た
ば
こ
税
が
課
さ
れ
た
、
又
は
課
さ
れ
る
べ
き
で

あ
っ
た
旨
を
証
す
る
に
足
り
る
書
類
に
基
づ
い
て
、
当

該
返
還
に
係
る
製
造
た
ば
こ
の
品
目
ご
と
の
本
数
を
記

載
し
た
上
で
同
様
式
に
よ
る
書
類
を
同
申
告
書
に
添
付

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
自
動
車
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条
　
新
規
則
第
十
六
号
の
九
様
式
は
、
施
行
日
以
後

の
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
べ
き
自
動
車
取
得
税

に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
自
動
車
の
取
得
に
対

し
て
課
す
る
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

（
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
七
条
　
新
規
則
第
十
条
の
七
の
三
第
七
項
第
五
号
に
規

定
す
る
事
業
を
実
施
す
る
者
（
施
行
日
の
前
日
に
お
い

て
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）

第
二
条
第
三
項
第
九
号
に
掲
げ
る
事
業
を
実
施
し
て
い

た
病
院
又
は
病
床
を
有
す
る
診
療
所
の
開
設
者
の
う

ち
、
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
当
該
病
院

又
は
当
該
診
療
所
の
病
床
を
介
護
医
療
院
の
人
員
、
施

設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
三
十

年
厚
生
労
働
省
令
第
五
号
）
附
則
第
二
条
に
規
定
す
る

転
換
（
次
項
に
お
い
て
「
転
換
」
と
い
う
。
）
を
行
っ

て
介
護
医
療
院
を
開
設
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
前
事
業

年
度
を
通
じ
た
新
規
則
第
十
条
の
七
の
三
第
七
項
第
五

号
に
規
定
す
る
入
所
者
（
次
項
に
お
い
て
「
入
所
者
」

と
い
う
。
）
の
総
延
数
が
零
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
に

対
す
る
新
規
則
第
十
条
の
七
の
三
第
七
項
第
五
号
か
ら

第
七
号
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
五

号
中
「
の
前
事
業
年
度
を
通
じ
た
入
所
者
（
介
護
保
険

法
第
四
十
八
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
介
護
医
療
院

サ
ー
ビ
ス
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
介
護
医
療
院
サ

ー
ビ
ス
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
者
に
限
る
。
）
の
総
延

数
に
対
す
る
生
活
保
護
法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規

定
す
る
介
護
扶
助
の
う
ち
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
施
設

介
護
（
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
に
限
る
。
）
を
受
け
た

者
並
び
に
無
料
又
は
介
護
保
険
法
第
四
十
八
条
第
二
項

に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算

定
し
た
費
用
（
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
に
要
し
た
も
の

に
限
る
。
）
の
額
及
び
介
護
保
険
法
施
行
規
則
第
七
十

九
条
各
号
に
掲
げ
る
費
用
（
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
に

要
し
た
も
の
に
限
る
。
）
の
額
の
合
計
額
の
十
分
の
一

に
相
当
す
る
金
額
以
上
を
減
額
し
た
費
用
に
よ
り
介
護

医
療
院
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
た
者
の
延
数
の
割
合
（
次
号

及
び
第
七
号
に
お
い
て
「
無
料
又
は
低
額
利
用
に
係
る

介
護
医
療
院
入
所
者
の
割
合
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の

は
「
の
う
ち
地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

省
令
（
平
成
三
十
年
総
務
省
令
第
二
十
四
号
）
附
則
第

七
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
の
前
事
業

年
度
を
通
じ
た
取
扱
患
者
の
総
延
数
に
対
す
る
生
活
保

護
法
第
十
五
条
若
し
く
は
第
十
六
条
に
規
定
す
る
医
療

扶
助
若
し
く
は
出
産
扶
助
に
係
る
診
療
を
受
け
た
者
又

は
無
料
若
し
く
は
健
康
保
険
法
第
七
十
六
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
額
及
び
同
法
第
八
十
五
条
第

二
項
に
規
定
す
る
基
準
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
同
項
の
費

用
の
額
若
し
く
は
同
法
第
八
十
五
条
の
二
第
二
項
に
規

定
す
る
基
準
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
同
項
の
費
用
の
額
の

合
計
額
の
十
分
の
一
に
相
当
す
る
金
額
以
上
を
減
額
し

た
料
金
に
よ
り
診
療
を
受
け
た
者
の
延
数
の
割
合
（
次

号
及
び
第
七
号
に
お
い
て
「
無
料
又
は
低
額
診
療
患
者

の
割
合
」
と
い
う
。
）
」
と
、
同
項
第
六
号
及
び
第
七
号

中
「
無
料
又
は
低
額
利
用
に
係
る
介
護
医
療
院
入
所
者

の
割
合
」
と
あ
る
の
は
「
無
料
又
は
低
額
診
療
患
者
の

割
合
」
と
す
る
。

２
　
新
規
則
第
十
条
の
七
の
三
第
七
項
第
五
号
に
規
定
す

る
事
業
を
実
施
す
る
者
（
施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
社

会
福
祉
法
第
二
条
第
三
項
第
十
号
に
掲
げ
る
事
業
を
実

施
し
て
い
た
介
護
老
人
保
健
施
設
（
病
院
又
は
病
床
を

有
す
る
診
療
所
の
開
設
者
が
平
成
十
八
年
七
月
一
日
か

ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
当
該
病
院

又
は
当
該
診
療
所
の
病
床
の
転
換
を
行
っ
て
開
設
し
た

も
の
に
限
る
。
）
の
開
設
者
の
う
ち
、
令
和
六
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
間
に
当
該
介
護
老
人
保
健
施
設
の
全

部
又
は
一
部
を
廃
止
す
る
と
と
も
に
介
護
医
療
院
を
開

設
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
前
事
業
年
度
を
通
じ
た
入
所

者
の
総
延
数
が
零
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
対
す
る

新
規
則
第
十
条
の
七
の
三
第
七
項
第
二
号
及
び
第
五
号

か
ら
第
七
号
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項

第
二
号
中
「
以
下
こ
の
号
」
と
あ
る
の
は
「
以
下
こ
の

項
」
と
、
同
項
第
五
号
中
「
の
前
事
業
年
度
を
通
じ
た

入
所
者
（
介
護
保
険
法
第
四
十
八
条
第
一
項
第
三
号
に

掲
げ
る
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
（
以
下
こ
の
号
に
お
い

て
「
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た

者
に
限
る
。
）
の
総
延
数
に
対
す
る
生
活
保
護
法
第
十

五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
扶
助
の
う
ち
同
項

第
四
号
に
掲
げ
る
施
設
介
護
（
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス

に
限
る
。
）
を
受
け
た
者
並
び
に
無
料
又
は
介
護
保
険

法
第
四
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が

定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
（
介
護
医
療
院
サ

ー
ビ
ス
に
要
し
た
も
の
に
限
る
。
）
の
額
及
び
介
護
保

険
法
施
行
規
則
第
七
十
九
条
各
号
に
掲
げ
る
費
用
（
介

護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
に
要
し
た
も
の
に
限
る
。
）
の
額

の
合
計
額
の
十
分
の
一
に
相
当
す
る
金
額
以
上
を
減
額

し
た
費
用
に
よ
り
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
た
者

の
延
数
の
割
合
（
次
号
及
び
第
七
号
に
お
い
て
「
無
料

又
は
低
額
利
用
に
係
る
介
護
医
療
院
入
所
者
の
割
合
」

と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
の
う
ち
地
方
税
法
施
行
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
三
十
年
総
務
省
令

第
二
十
四
号
）
附
則
第
七
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を

受
け
る
も
の
の
前
事
業
年
度
を
通
じ
た
入
所
者
（
介
護

209



保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
た
者
に
限
る
。
）
の
総
延

数
に
対
す
る
生
活
保
護
法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規

定
す
る
介
護
扶
助
の
う
ち
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
施
設

介
護
（
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
限
る
。
）
を
受
け

た
者
並
び
に
無
料
又
は
介
護
保
険
法
第
四
十
八
条
第
二

項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り

算
定
し
た
費
用
（
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
要
し
た

も
の
に
限
る
。
）
の
額
及
び
介
護
保
険
法
施
行
規
則
第

七
十
九
条
各
号
に
掲
げ
る
費
用
（
介
護
保
健
施
設
サ
ー

ビ
ス
に
要
し
た
も
の
に
限
る
。
）
の
額
の
合
計
額
の
十

分
の
一
に
相
当
す
る
金
額
以
上
を
減
額
し
た
費
用
に
よ

り
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
た
者
の
延
数
の
割

合
（
次
号
及
び
第
七
号
に
お
い
て
「
無
料
又
は
低
額
利

用
に
係
る
介
護
老
人
保
健
施
設
入
所
者
の
割
合
」
と
い

う
。
）
」
と
、
同
項
第
六
号
及
び
第
七
号
中
「
無
料
又
は

低
額
利
用
に
係
る
介
護
医
療
院
入
所
者
の
割
合
」
と
あ

る
の
は
「
無
料
又
は
低
額
利
用
に
係
る
介
護
老
人
保
健

施
設
入
所
者
の
割
合
」
と
す
る
。

３
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
十
二
項
の
規
定
は
、
施
行
日

以
後
に
取
得
さ
れ
る
同
項
に
規
定
す
る
汚
水
又
は
廃
液

の
処
理
施
設
に
対
し
て
課
す
べ
き
固
定
資
産
税
に
つ
い

て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
取
得
さ
れ
た
こ
の
省
令
に
よ

る
改
正
前
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」

と
い
う
。
）
附
則
第
六
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
汚
水

又
は
廃
液
の
処
理
施
設
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
十
八
項
の
規
定
は
、
施
行
日

以
後
に
取
得
さ
れ
る
同
項
に
規
定
す
る
除
害
施
設
に
対

し
て
課
す
べ
き
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行

日
前
に
取
得
さ
れ
た
旧
規
則
附
則
第
六
条
第
十
八
項
に

規
定
す
る
除
害
施
設
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

５
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
三
十
三
項
の
規
定
は
、
施
行

日
以
後
に
取
得
さ
れ
る
同
項
に
規
定
す
る
国
際
船
舶
に

対
し
て
課
す
べ
き
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施

行
日
前
に
取
得
さ
れ
た
旧
規
則
附
則
第
六
条
第
三
十
三

項
に
規
定
す
る
国
際
船
舶
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産

税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

６
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
四
十
八
項
の
規
定
は
、
施
行

日
以
後
に
取
得
さ
れ
る
同
項
に
規
定
す
る
機
械
そ
の
他

の
設
備
に
対
し
て
課
す
べ
き
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適

用
し
、
施
行
日
前
に
取
得
さ
れ
た
旧
規
則
附
則
第
六
条

第
四
十
八
項
に
規
定
す
る
機
械
そ
の
他
の
設
備
に
対
し

て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

７
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
六
十
七
項
の
規
定
は
、
施
行

日
以
後
に
取
得
さ
れ
る
同
項
に
規
定
す
る
鉄
道
施
設
に

対
し
て
課
す
べ
き
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施

行
日
前
に
取
得
さ
れ
た
旧
規
則
附
則
第
六
条
第
六
十
一

項
に
規
定
す
る
鉄
道
施
設
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産

税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

８
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
七
十
八
項
の
規
定
は
、
施
行

日
以
後
に
取
得
さ
れ
る
同
項
に
規
定
す
る
土
地
に
対
し

て
課
す
べ
き
固
定
資
産
税
又
は
都
市
計
画
税
に
つ
い
て

適
用
し
、
施
行
日
前
に
取
得
さ
れ
た
旧
規
則
附
則
第
六

条
第
七
十
二
項
に
規
定
す
る
土
地
に
対
し
て
課
す
る
固

定
資
産
税
又
は
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

９
　
平
成
二
十
三
年
五
月
二
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
間
に
取
得
さ
れ
た
改
正
法
附
則
第
二
十

条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る

も
の
と
さ
れ
た
改
正
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前

の
法
附
則
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
家
屋

に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
旧
規
則

附
則
第
二
十
四
条
の
二
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を

有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
政
令
附
則

第
三
十
三
条
の
二
」
と
あ
る
の
は
、
「
地
方
税
法
施
行

令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
三
十
年
政
令
第

百
二
十
五
号
）
附
則
第
八
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
な

お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
令
第
一
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
前
の
政
令
附
則
第
三
十
三
条
の
二
」

と
す
る
。

（
市
町
村
た
ば
こ
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
八
条
　
三
十
年
十
月
新
規
則
第
十
六
号
の
五
様
式
は
、

附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
以
後

に
行
わ
れ
る
地
方
税
法
第
四
百
六
十
五
条
第
一
項
の
売

渡
し
又
は
同
条
第
二
項
の
売
渡
し
若
し
く
は
消
費
等

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
売
渡
し
等
」
と
い
う
。
）
に

係
る
製
造
た
ば
こ
に
対
し
て
課
す
べ
き
市
町
村
た
ば
こ

税
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
行
わ
れ
た
売
渡
し
等

に
係
る
製
造
た
ば
こ
に
対
し
て
課
し
た
、
又
は
課
す
べ

き
で
あ
っ
た
市
町
村
た
ば
こ
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

（
手
持
品
課
税
に
係
る
市
町
村
た
ば
こ
税
の
申
告
方
法

等
）

第
九
条
　
改
正
法
附
則
第
二
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

る
申
告
書
及
び
こ
れ
に
係
る
修
正
申
告
書
の
様
式
は
、

別
記
第
二
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２
　
改
正
法
附
則
第
二
十
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
卸

売
販
売
業
者
等
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
卸
売
販
売

業
者
等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
同
条

第
二
項
に
規
定
す
る
小
売
販
売
業
者
が
市
町
村
た
ば
こ

税
に
係
る
地
方
団
体
の
徴
収
金
を
納
付
す
る
と
き
は
、

当
該
地
方
団
体
の
徴
収
金
に
規
則
第
三
十
四
号
の
二
の

五
様
式
に
よ
る
納
付
書
を
添
え
て
納
付
す
る
も
の
と
す

る
。

３
　
卸
売
販
売
業
者
等
が
、
改
正
法
附
則
第
二
十
三
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
た
ば
こ
税
に
相
当
す
る
金

額
に
つ
い
て
、
控
除
又
は
還
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
場

合
に
は
、
規
則
第
十
六
条
の
二
の
五
又
は
第
十
六
条
の

四
の
規
定
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
申
告

書
に
添
付
す
べ
き
三
十
年
十
月
新
規
則
第
十
六
号
の
五

様
式
に
よ
る
書
類
中
「
返
還
の
理
由
及
び
そ
の
他
参
考

と
な
る
べ
き
事
項
」
欄
に
、
当
該
控
除
又
は
還
付
を
受

け
よ
う
と
す
る
製
造
た
ば
こ
（
同
項
に
規
定
す
る
製
造

た
ば
こ
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

つ
い
て
改
正
法
附
則
第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
市
町
村
た
ば
こ
税
が
課
さ
れ
た
、
又
は
課
さ
れ
る
べ

き
で
あ
っ
た
旨
を
証
す
る
に
足
り
る
書
類
に
基
づ
い

て
、
当
該
返
還
に
係
る
製
造
た
ば
こ
の
品
目
ご
と
の
本

数
を
記
載
し
た
上
で
同
様
式
に
よ
る
書
類
を
同
申
告
書

に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
事
業
所
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
条
　
新
規
則
第
二
十
四
条
の
二
十
二
の
規
定
は
、
同

条
に
規
定
す
る
助
成
金
の
支
給
に
係
る
施
設
又
は
設
備

に
係
る
事
業
所
等
（
地
方
税
法
第
七
百
一
条
の
三
十
一

第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
事
業
所
等
を
い
う
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
行
う
事
業
に
対

し
て
課
す
べ
き
事
業
所
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
旧
規
則

第
二
十
四
条
の
二
十
二
に
規
定
す
る
助
成
金
の
支
給
に

係
る
施
設
又
は
設
備
に
係
る
事
業
所
等
に
お
い
て
行
う

事
業
に
対
し
て
課
す
る
事
業
所
税
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

別
記
第
一
号
様
式

（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
地
方
税
法
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
三
十
年
総
務
省
令
第
二
十

四
号
）
附
則
第
五
条
関
係
）

別記第一号様式(用紙日本産業規格A4)(地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成三十年総務省令第二十四号)附則第五条関係) 

道 府 県 た ば こ 税 の 手 持 品 課 税 納 税 申 告 書 

  
収受印 

  ※ 申告者の種別 卸 ・ 小 整理番号 ※   都

道

府

県

提

出

用 

令 和  年  月  日 

 

 

 

 

 

知事殿 

営業所又は貯蔵場所の

所 在 地 及 び 名 称 

(〒   ―    ) (      ―     ―     ) 

 

店舗名(                 ) 

申

告

者 

住 所 又 は 居 所 
(〒   ―    ) (      ―     ―     ) 

 氏名又は名称

及び代表者氏名 

(フリガナ) 

印   

 個人番号又は

法 人 番 号 

   ↓個人番号の記載に当たっては、左端を空欄とし、ここから記載してください。   (

第
一
号
様
式)

 

        
                          

同 上 代 理 人 印   

下記のとおり、令和 年 月 日現在における、道府県たばこ税の手持品課税納税申告書(期限後申告書・修正申告書)を提出します。 

製造たばこの区分 所 持 重 量 
  所持する

製造たばこの数量 

地方税の課税対象数量 

(卸売販売業者等用) 

  

紙 巻 た ば こ   ⑥       本 ★ ⑥       本 

葉 巻 た ば こ ①       g ⑦(①×1)    本 ★ ⑦       本 

パ イ プ た ば こ ②       g ⑧(②×1)    本 ★ ⑧       本 

刻 み た ば こ ③       g ⑨(③×0.5)   本 ★ ⑨       本 

加 熱 式 た ば こ   ⑩       本 ★ ⑩       本 

か み 用 の た ば こ ④       g ⑪(④×0.5)   本 ★ ⑪       本 

か ぎ 用 の た ば こ ⑤       g ⑫(⑤×0.5)   本 ★ ⑫       本 

所持する製造たば

こ の 数 量 の 合 計 

⑬(⑥～⑫の合計) 

本   

区 分 
     課 税 標 準 と な る

製造たばこの本数 

   1本当たりの

税率 
税額 (1円未満切捨) 

道府県税 

(⑬) 

 

本 

0.07 ( ×0.07)          円 

  

区 分 
税額の合計額 

(1円単位で記入) 

 修正申告の場合の

修正申告前の確定額 

納付すべき税額 

(1円単位で記入) 

道 府 県 税 

( )          円          円 ( 又は － )  円 

  

税理士法第30条の書面提出 有 作成税理士署名・押印 
 

印 (電話番号    ―    ―   ) 税理士法第33条の2の書面提出 有 

出張販売

先、自動

販売機等

の所在地

及び名称 

所 在 地 名 称 

(〒   ―   ) (      ―     ―     ) 

  

(〒   ―   ) (      ―     ―     ) 
  

都道府県整理欄 

修正申告の場合の当初申告年月日 
※ 

 令和    年    月    日 
確認 

※ 
納 期 限 

通 信 日 付 印 
※ 

 令和    年    月    日 
確認 

※ 
令 和  年  月  日 

番号確認 

※ 

身元確認 

※ 

 □済 

 □未済 

※確認書類 

 個人番号カード／通知カード・運転免許証 

 その他(               ) 

※ 
      
                         

 (注)1 ※欄には記入しないでください。 

  2 小売販売業者は、★印の欄は記載しないでください。 

別記第1号様式記載要領 

1 この申告書は、地方税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第3号。以下「平成30年改正法」という。)附則第10条第3項の規定による申告又

はこれらに係る修正申告をする場合に使用すること。 

2 「個人番号又は法人番号」欄には、申告者が個人の場合は個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第

2条第5項に規定する個人番号をいう。)を記載し、法人の場合には法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。)を記載すること。 

3 「⑩」欄には、所持する加熱式たばこについて、地方税法第74条の4第3項に規定する方法により計算した紙巻たばこの本数の合計数を記載する

こと。 

4 卸売販売業者等は、以下の点に留意すること。 

 (1) 平成30年改正法附則第10条第2項の規定により道府県たばこ税の課税対象となる製造たばこの数量については、「地方税の課税対象数量(卸

売販売業者等用)」の欄の「★⑥」欄から「★⑫」欄に記載すること。 

 (2) 「課税標準となる製造たばこの本数」欄の記載に際しては、「 」欄には、「地方税の課税対象数量(卸売販売業者等用)」欄の「★⑥」欄

から「★⑫」欄までの数量を合計した本数を記載すること。 

別
記
第
二
号
様
式

（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
地
方
税
法
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
三
十
年
総
務
省
令
第
二
十

四
号
）
附
則
第
九
条
関
係
）
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別記第二号様式(用紙日本産業規格A4)(地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成三十年総務省令第二十四号)附則第九条関係) 

市 町 村 た ば こ 税 の 手 持 品 課 税 納 税 申 告 書 

  
収受印 

  ※ 申告者の種別 卸 ・ 小 整理番号 ※   市

区

町

村

提

出

用 

令 和  年  月  日 

 

 

 

 

 

 

 

市区町村長殿 

営業所又は貯蔵場所の

所 在 地 及 び 名 称 

(〒   ―    ) (      ―     ―     ) 

 

店舗名(                 ) 

申

告

者 

住 所 又 は 居 所 
(〒   ―    ) (      ―     ―     ) 

 氏名又は名称

及び代表者氏名 

(フリガナ) 

印   

 個人番号又は

法 人 番 号 

   ↓個人番号の記載に当たっては、左端を空欄とし、ここから記載してください。    (

第
二
号
様
式)

 

        
                          

同 上 代 理 人 印   

下記のとおり、令和 年 月 日現在における、市町村たばこ税の手持品課税納税申告書(期限後申告書・修正申告書)を提出します。 

製造たばこの区分 所 持 重 量 
  所持する

製造たばこの数量 

地方税の課税対象数量 

(卸売販売業者等用) 

  

紙 巻 た ば こ   ⑥       本 ★ ⑥       本 

葉 巻 た ば こ ①       g ⑦(①×1)    本 ★ ⑦       本 

パ イ プ た ば こ ②       g ⑧(②×1)    本 ★ ⑧       本 

刻 み た ば こ ③       g ⑨(③×0.5)   本 ★ ⑨       本 

加 熱 式 た ば こ   ⑩       本 ★ ⑩       本 

か み 用 の た ば こ ④       g ⑪(④×0.5)   本 ★ ⑪       本 

か ぎ 用 の た ば こ ⑤       g ⑫(⑤×0.5)   本 ★ ⑫       本 

所持する製造たば

こ の 数 量 の 合 計 

⑬(⑥～⑫の合計) 

本   

区 分 
     課 税 標 準 と な る

製造たばこの本数 

   1本当たりの

税率 
税額 (1円未満切捨) 

市町村税 

(⑬) 

 

本 

  

0.43 ( ×0.43)          円 

区 分 
税額の合計額 

(1円単位で記入) 

 修正申告の場合の

修正申告前の確定額 

納付すべき税額 

(1円単位で記入) 

市 町 村 税 

  

( )          円          円 ( 又は － )  円 

税理士法第30条の書面提出 有 作成税理士署名・押印 
 

印 (電話番号    ―    ―   ) 税理士法第33条の2の書面提出 有 

出張販売

先、自動

販売機等

の所在地

及び名称 

所 在 地 名 称 

(〒   ―   ) (      ―     ―     ) 

  

(〒   ―   ) (      ―     ―     ) 
  

市区町村整理欄 

修正申告の場合の当初申告年月日 
※ 

 令和    年    月    日 
確認 

※ 
納 期 限 

通 信 日 付 印 
※ 

 令和    年    月    日 
確認 

※ 
令 和  年  月  日 

番号確認 

※ 

身元確認 

※ 

 □済 

 □未済 

※確認書類 

 個人番号カード／通知カード・運転免許証 

 その他(               ) 

※ 
      
                          

 (注)1 ※欄には記入しないでください。 

  2 小売販売業者は、★印の欄は記載しないでください。 

別記第2号様式記載要領 

1 この申告書は、地方税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第3号。以下「平成30年改正法」という。)附則第23条第3項の規定による申告又

はこれらに係る修正申告をする場合に使用すること。 

2 「個人番号又は法人番号」欄には、申告者が個人の場合は個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第

2条第5項に規定する個人番号をいう。)を記載し、法人の場合には法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。)を記載すること。 

3 「⑩」欄には、所持する加熱式たばこについて、地方税法第467条第3項に規定する方法により計算した紙巻たばこの本数の合計数を記載するこ

と。 

4 卸売販売業者等は、以下の点に留意すること。 

 (1) 平成30年改正法附則第23条第2項の規定により市町村たばこ税の課税対象となる製造たばこの数量については、「地方税の課税対象数量(卸

売販売業者等用)」の欄の「★⑥」欄から「★⑫」欄に記載すること。 

 (2) 「課税標準となる製造たばこの本数」欄の記載に際しては、「 」欄には、「地方税の課税対象数量(卸売販売業者等用)」欄の「★⑥」欄

から「★⑫」欄までの数量を合計した本数を記載すること。 

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
三
月
三
一
日
総
務
省
令

第
二
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、

当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
二
条
の
六
、
第
三
条
第
三
項
及
び
第
五
条
第
三

項
の
改
正
規
定
、
第
十
条
第
九
項
の
改
正
規
定
（
同

項
を
同
条
第
十
項
と
す
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
十
条

の
二
第
三
項
の
改
正
規
定
、
第
二
十
四
条
の
三
十
八

の
次
に
七
条
を
加
え
る
改
正
規
定
（
第
二
十
四
条
の

四
十
一
か
ら
第
二
十
四
条
の
四
十
五
ま
で
に
係
る
部

分
に
限
る
。
）
並
び
に
第
三
十
一
条
の
次
に
十
条
を

加
え
る
改
正
規
定
（
第
三
十
一
条
の
五
第
三
号
及
び

第
四
号
並
び
に
第
三
十
一
条
の
六
第
三
号
及
び
第
四

号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
　
令
和
元
年
十
月
一
日

二
　
第
三
条
の
十
四
の
改
正
規
定
　
令
和
二
年
一
月

一
日

三
　
第
一
条
の
四
第
二
項
及
び
第
五
条
第
一
項
の
改
正

規
定
並
び
に
附
則
第
二
条
の
八
の
次
に
一
条
を
加
え

る
改
正
規
定
　
令
和
二
年
四
月
一
日

四
　
附
則
第
四
条
及
び
第
七
条
の
規
定
　
令
和
二
年
十

月
一
日

五
　
附
則
第
五
条
及
び
第
八
条
の
規
定
　
令
和
三
年
十

月
一
日

六
　
第
八
条
の
二
の
三
及
び
第
十
六
条
の
二
の
二
の
改

正
規
定
並
び
に
第
十
六
号
様
式
、
第
十
六
号
の
二
様

式
並
び
に
第
十
六
号
の
五
様
式
記
載
要
領
５
及
び
６

の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
三
条
及
び
第
六
条
の
規

定
　
令
和
四
年
十
月
一
日

（
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
に
お
け
る
地
方
自

治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五

十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
市
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
の
区
域
の
う
ち
、
平
成
三
十

年
四
月
一
日
に
お
い
て
引
き
続
き
指
定
都
市
の
区
域
で

あ
る
区
域
に
つ
い
て
は
、
同
日
に
指
定
都
市
の
区
域
と

な
っ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後

の
地
方
税
法
施
行
規
則
第
三
条
の
九
、
第
三
条
の
十
一

の
二
及
び
第
三
条
の
十
三
の
二
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
道
府
県
た
ば
こ
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
附
則
第
一
条
第
六
号
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
る
改

正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
第
十
六
号
様
式
、
第
十
六

号
の
二
様
式
及
び
第
十
六
号
の
五
様
式
は
、
同
条
第
六

号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
以
後
に
行
わ
れ
る
地
方

税
法
第
七
十
四
条
の
二
第
一
項
の
売
渡
し
又
は
同
条
第

二
項
の
売
渡
し
若
し
く
は
消
費
等
（
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
売
渡
し
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
製
造
た
ば
こ

に
対
し
て
課
す
べ
き
道
府
県
た
ば
こ
税
に
つ
い
て
適
用

し
、
同
日
前
に
行
わ
れ
た
売
渡
し
等
に
係
る
製
造
た
ば

こ
に
対
し
て
課
し
た
、
又
は
課
す
べ
き
で
あ
っ
た
道
府

県
た
ば
こ
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
手
持
品
課
税
に
係
る
道
府
県
た
ば
こ
税
の
申
告
方
法

等
）

第
四
条
　
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

三
十
年
法
律
第
三
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）

附
則
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
及
び
こ

れ
に
係
る
修
正
申
告
書
の
様
式
は
、
別
記
第
一
号
様
式

に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２
　
改
正
法
附
則
第
十
二
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
卸
売

販
売
業
者
等
（
地
方
税
法
第
七
十
四
条
の
二
第
一
項
に

規
定
す
る
卸
売
販
売
業
者
等
を
い
う
。
次
項
及
び
次
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
小
売
販
売
業
者
（
地
方
税
法

第
七
十
四
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
小
売
販
売
業

者
を
い
う
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
道
府

県
た
ば
こ
税
に
係
る
地
方
団
体
の
徴
収
金
を
納
付
す
る

と
き
は
、
当
該
地
方
団
体
の
徴
収
金
に
地
方
税
法
施
行

規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
六
号
の
四
様

式
に
よ
る
納
付
書
を
添
え
て
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
卸
売
販
売
業
者
等
が
、
改
正
法
附
則
第
十
二
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
道
府
県
た
ば
こ
税
に
相
当
す
る
金
額

に
つ
い
て
、
控
除
又
は
還
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合

に
は
、
規
則
第
八
条
の
六
、
第
八
条
の
七
又
は
第
八
条

の
九
の
規
定
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
申

告
書
に
添
付
す
べ
き
規
則
第
十
六
号
の
五
様
式
に
よ
る

書
類
中
「
返
還
の
理
由
及
び
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き

事
項
」
欄
に
、
当
該
控
除
又
は
還
付
を
受
け
よ
う
と
す

る
製
造
た
ば
こ
（
同
項
に
規
定
す
る
製
造
た
ば
こ
を
い

う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
改
正

法
附
則
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
道
府
県
た
ば

こ
税
が
課
さ
れ
た
、
又
は
課
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
旨

を
証
す
る
に
足
り
る
書
類
に
基
づ
い
て
、
当
該
返
還
に

係
る
製
造
た
ば
こ
の
品
目
ご
と
の
本
数
を
記
載
し
た
上

で
同
様
式
に
よ
る
書
類
を
同
申
告
書
に
添
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

第
五
条
　
改
正
法
附
則
第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

申
告
書
及
び
こ
れ
に
係
る
修
正
申
告
書
の
様
式
は
、
別

記
第
一
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２
　
改
正
法
附
則
第
十
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
卸
売

販
売
業
者
等
又
は
小
売
販
売
業
者
が
道
府
県
た
ば
こ
税

に
係
る
地
方
団
体
の
徴
収
金
を
納
付
す
る
と
き
は
、
当

該
地
方
団
体
の
徴
収
金
に
規
則
第
十
六
号
の
四
様
式
に

よ
る
納
付
書
を
添
え
て
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
卸
売
販
売
業
者
等
が
、
改
正
法
附
則
第
十
三
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
道
府
県
た
ば
こ
税
に
相
当
す
る
金
額

に
つ
い
て
、
控
除
又
は
還
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合

に
は
、
規
則
第
八
条
の
六
、
第
八
条
の
七
又
は
第
八
条

の
九
の
規
定
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
申

告
書
に
添
付
す
べ
き
規
則
第
十
六
号
の
五
様
式
に
よ
る

書
類
中
「
返
還
の
理
由
及
び
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き

事
項
」
欄
に
、
当
該
控
除
又
は
還
付
を
受
け
よ
う
と
す

る
製
造
た
ば
こ
（
同
項
に
規
定
す
る
製
造
た
ば
こ
を
い

う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
改
正

法
附
則
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
道
府
県
た
ば

こ
税
が
課
さ
れ
た
、
又
は
課
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
旨

を
証
す
る
に
足
り
る
書
類
に
基
づ
い
て
、
当
該
返
還
に

係
る
製
造
た
ば
こ
の
品
目
ご
と
の
本
数
を
記
載
し
た
上

で
同
様
式
に
よ
る
書
類
を
同
申
告
書
に
添
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
市
町
村
た
ば
こ
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条
　
附
則
第
一
条
第
六
号
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
る
改

正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
第
十
六
号
の
五
様
式
は
、

同
条
第
六
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
以
後
に
行
わ

れ
る
地
方
税
法
第
四
百
六
十
五
条
第
一
項
の
売
渡
し
又

は
同
条
第
二
項
の
売
渡
し
若
し
く
は
消
費
等
（
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
「
売
渡
し
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
製

造
た
ば
こ
に
対
し
て
課
す
べ
き
市
町
村
た
ば
こ
税
に
つ

い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
行
わ
れ
た
売
渡
し
等
に
係
る

製
造
た
ば
こ
に
対
し
て
課
し
た
、
又
は
課
す
べ
き
で
あ

っ
た
市
町
村
た
ば
こ
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

（
手
持
品
課
税
に
係
る
市
町
村
た
ば
こ
税
の
申
告
方
法

等
）

第
七
条
　
改
正
法
附
則
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

る
申
告
書
及
び
こ
れ
に
係
る
修
正
申
告
書
の
様
式
は
、

別
記
第
二
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２
　
改
正
法
附
則
第
二
十
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
卸

売
販
売
業
者
等
（
地
方
税
法
第
四
百
六
十
五
条
第
一
項

に
規
定
す
る
卸
売
販
売
業
者
等
を
い
う
。
次
項
及
び
次

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
小
売
販
売
業
者
（
地
方
税

法
第
四
百
六
十
四
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
小
売

販
売
業
者
を
い
う
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

が
市
町
村
た
ば
こ
税
に
係
る
地
方
団
体
の
徴
収
金
を
納

付
す
る
と
き
は
、
当
該
地
方
団
体
の
徴
収
金
に
規
則
第

三
十
四
号
の
二
の
五
様
式
に
よ
る
納
付
書
を
添
え
て
納

付
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
卸
売
販
売
業
者
等
が
、
改
正
法
附
則
第
二
十
五
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
た
ば
こ
税
に
相
当
す
る
金

額
に
つ
い
て
、
控
除
又
は
還
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
場

合
に
は
、
規
則
第
十
六
条
の
二
の
五
又
は
第
十
六
条
の

四
の
規
定
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
申
告

書
に
添
付
す
べ
き
規
則
第
十
六
号
の
五
様
式
に
よ
る
書
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類
中
「
返
還
の
理
由
及
び
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事

項
」
欄
に
、
当
該
控
除
又
は
還
付
を
受
け
よ
う
と
す
る

製
造
た
ば
こ
（
同
項
に
規
定
す
る
製
造
た
ば
こ
を
い

う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
改
正

法
附
則
第
二
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
た

ば
こ
税
が
課
さ
れ
た
、
又
は
課
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た

旨
を
証
す
る
に
足
り
る
書
類
に
基
づ
い
て
、
当
該
返
還

に
係
る
製
造
た
ば
こ
の
品
目
ご
と
の
本
数
を
記
載
し
た

上
で
同
様
式
に
よ
る
書
類
を
同
申
告
書
に
添
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
条
　
改
正
法
附
則
第
二
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

る
申
告
書
及
び
こ
れ
に
係
る
修
正
申
告
書
の
様
式
は
、

別
記
第
二
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２
　
改
正
法
附
則
第
二
十
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
卸

売
販
売
業
者
等
又
は
小
売
販
売
業
者
が
市
町
村
た
ば
こ

税
に
係
る
地
方
団
体
の
徴
収
金
を
納
付
す
る
と
き
は
、

当
該
地
方
団
体
の
徴
収
金
に
規
則
第
三
十
四
号
の
二
の

五
様
式
に
よ
る
納
付
書
を
添
え
て
納
付
す
る
も
の
と
す

る
。

３
　
卸
売
販
売
業
者
等
が
、
改
正
法
附
則
第
二
十
六
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
た
ば
こ
税
に
相
当
す
る
金

額
に
つ
い
て
、
控
除
又
は
還
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
場

合
に
は
、
規
則
第
十
六
条
の
二
の
五
又
は
第
十
六
条
の

四
の
規
定
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
申
告

書
に
添
付
す
べ
き
規
則
第
十
六
号
の
五
様
式
に
よ
る
書

類
中
「
返
還
の
理
由
及
び
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事

項
」
欄
に
、
当
該
控
除
又
は
還
付
を
受
け
よ
う
と
す
る

製
造
た
ば
こ
（
同
項
に
規
定
す
る
製
造
た
ば
こ
を
い

う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
改
正

法
附
則
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
た

ば
こ
税
が
課
さ
れ
た
、
又
は
課
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た

旨
を
証
す
る
に
足
り
る
書
類
に
基
づ
い
て
、
当
該
返
還

に
係
る
製
造
た
ば
こ
の
品
目
ご
と
の
本
数
を
記
載
し
た

上
で
同
様
式
に
よ
る
書
類
を
同
申
告
書
に
添
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

別
記
第
一
号
様
式

（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
地
方
税
法
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
三
十
年
総
務
省
令
第
二
十

五
号
）
附
則
第
四
条
・
第
五
条
関
係
）

別記第一号様式(用紙日本産業規格A4)(地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成三十年総務省令第二十五号)附則第四条・第五条関係) 

道 府 県 た ば こ 税 の 手 持 品 課 税 納 税 申 告 書 

  
収受印 

  ※ 申告者の種別 卸 ・ 小 整理番号 ※   都

道

府

県

提

出

用 

令 和  年  月  日 

 

 

 

 

 

知事殿 

営業所又は貯蔵場所の

所 在 地 及 び 名 称 

(〒   ―    ) (      ―     ―     ) 

 

店舗名(                 ) 

申

告

者 

住 所 又 は 居 所 
(〒   ―    ) (     ―     ―     ) 

 氏名又は名称

及び代表者氏名 

(フリガナ) 

 個人番号又は

法 人 番 号 

   ↓個人番号の記載に当たっては、左端を空欄とし、ここから記載してください。   (

第
一
号
様
式)

 

        
                          

同 上 代 理 人 
  

下記のとおり、令和 年 月 日現在における、道府県たばこ税の手持品課税納税申告書(期限後申告書・修正申告書)を提出します。 

製造たばこの区分 所 持 重 量 
  所持する

製造たばこの数量 

地方税の課税対象数量 

(卸売販売業者等用) 

  

紙 巻 た ば こ   ⑥       本 ★ ⑥       本 

葉 巻 た ば こ ①       g ⑦(①×1)    本 ★ ⑦       本 

パ イ プ た ば こ ②       g ⑧(②×1)    本 ★ ⑧       本 

刻 み た ば こ ③       g ⑨(③×0.5)   本 ★ ⑨       本 

加 熱 式 た ば こ   ⑩       本 ★ ⑩       本 

か み 用 の た ば こ ④       g ⑪(④×0.5)   本 ★ ⑪       本 

か ぎ 用 の た ば こ ⑤       g ⑫(⑤×0.5)   本 ★ ⑫       本 

所持する製造たば

こ の 数 量 の 合 計 

⑬(⑥～⑫の合計) 

本   

区 分 
     課 税 標 準 と な る

製造たばこの本数 

   1本当たりの

税率 
税額 (1円未満切捨) 

道府県税 

(⑬) 

 

本 

0.07 ( ×0.07)          円 

  

区 分 
税額の合計額 

(1円単位で記入) 

 修正申告の場合の

修正申告前の確定額 

納付すべき税額 

(1円単位で記入) 

道 府 県 税 

( )          円          円 ( 又は － )  円 

  

税理士法第30条の書面提出 有 作成税理士署名 
 

(電話番号    ―    ―   ) 税理士法第33条の2の書面提出 有 

出張販売

先、自動

販売機等

の所在地

及び名称 

所 在 地 名 称 

(〒   ―   ) (      ―     ―     ) 

  

(〒   ―   ) (      ―     ―     ) 
  

都道府県整理欄 

修正申告の場合の当初申告年月日 
※ 

 令和    年    月    日 
確認 

※ 
納 期 限 

通 信 日 付 印 
※ 

 令和    年    月    日 
確認 

※ 
令 和  年  月  日 

番号確認 

※ 

身元確認 

※ 

 □済 

 □未済 

※ 確認書類 

  個人番号カード／通知カード・運転免許証 

  その他(               ) 

※ 
      
                         

 (注)1 ※欄には記入しないでください。 

  2 小売販売業者は、★印の欄は記載しないでください。 

別記第1号様式記載要領 

1 この申告書は、地方税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第3号。以下「平成30年改正法」という。)附則第12条第3項又は附則第13条第3項

の規定による申告又はこれらに係る修正申告をする場合に使用すること。 

2 「個人番号又は法人番号」欄には、申告者が個人の場合は個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第

2条第5項に規定する個人番号をいう。)を記載し、法人の場合には法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。)を記載すること。 

3 「⑩」欄には、所持する加熱式たばこについて、地方税法第74条の4第3項に規定する方法により計算した紙巻たばこの本数の合計数を記載する

こと。 

4 卸売販売業者等は、以下の点に留意すること。 

 (1) 平成30年改正法附則第12条第2項又は附則第13条第2項の規定により道府県たばこ税の課税対象となる製造たばこの数量については、「地方

税の課税対象数量(卸売販売業者等用)」の欄の「★⑥」欄から「★⑫」欄に記載すること。 

 (2) 「課税標準となる製造たばこの本数」欄の記載に際しては、「 」欄には、「地方税の課税対象数量(卸売販売業者等用)」欄の「★⑥」欄

から「★⑫」欄までの数量を合計した本数を記載すること。 

別
記
第
二
号
様
式

（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
地
方
税
法
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
三
十
年
総
務
省
令
第
二
十

五
号
）
附
則
第
七
条
・
第
八
条
関
係
）

別記第二号様式(用紙日本産業規格A4)(地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成三十年総務省令第二十五号)附則第七条・第八条関係) 

市 町 村 た ば こ 税 の 手 持 品 課 税 納 税 申 告 書 

  
収受印 

  ※ 申告者の種別 卸 ・ 小 整理番号 ※   市

区

町

村

提

出

用 

令 和  年  月  日 

 

 

 

 

 

 

 

市区町村長殿 

営業所又は貯蔵場所の

所 在 地 及 び 名 称 

(〒   ―    ) (      ―     ―     ) 

 

店舗名(                 ) 

申

告

者 

住 所 又 は 居 所 
(〒   ―    ) (      ―     ―     ) 

 氏名又は名称

及び代表者氏名 

(フリガナ) 

 個人番号又は

法 人 番 号 

   ↓個人番号の記載に当たっては、左端を空欄とし、ここから記載してください。    (

第
二
号
様
式)

 

        
                          

同 上 代 理 人 
  

下記のとおり、令和 年 月 日現在における、市町村たばこ税の手持品課税納税申告書(期限後申告書・修正申告書)を提出します。 

製造たばこの区分 所 持 重 量 
  所持する

製造たばこの数量 

地方税の課税対象数量 

(卸売販売業者等用) 

  

紙 巻 た ば こ   ⑥       本 ★ ⑥       本 

葉 巻 た ば こ ①       g ⑦(①×1)    本 ★ ⑦       本 

パ イ プ た ば こ ②       g ⑧(②×1)    本 ★ ⑧       本 

刻 み た ば こ ③       g ⑨(③×0.5)   本 ★ ⑨       本 

加 熱 式 た ば こ   ⑩       本 ★ ⑩       本 

か み 用 の た ば こ ④       g ⑪(④×0.5)   本 ★ ⑪       本 

か ぎ 用 の た ば こ ⑤       g ⑫(⑤×0.5)   本 ★ ⑫       本 

所持する製造たば

こ の 数 量 の 合 計 

⑬(⑥～⑫の合計) 

本   

区 分 
     課 税 標 準 と な る

製造たばこの本数 

   1本当たりの

税率 
税額 (1円未満切捨) 

市町村税 

(⑬) 

 

本 

  

0.43 ( ×0.43)          円 

区 分 
税額の合計額 

(1円単位で記入) 

 修正申告の場合の

修正申告前の確定額 

納付すべき税額 

(1円単位で記入) 

市 町 村 税 

  

( )          円          円 ( 又は － )  円 

税理士法第30条の書面提出 有 作成税理士署名 
 

(電話番号    ―    ―   ) 税理士法第33条の2の書面提出 有 

出張販売

先、自動

販売機等

の所在地

及び名称 

所 在 地 名 称 

(〒   ―   ) (      ―     ―     ) 

  

(〒   ―   ) (      ―     ―     ) 
  

市区町村整理欄 

修正申告の場合の当初申告年月日 
※ 

 令和    年    月    日 
確認 

※ 
納 期 限 

通 信 日 付 印 
※ 

 令和    年    月    日 
確認 

※ 
令和 年 月 日 

番号確認 

※ 

身元確認 

※ 

 □済 

 □未済 

※確認書類 

 個人番号カード／通知カード・運転免許証 

 その他(               ) 

※ 
      
                          

 (注)1 ※欄には記入しないでください。 

  2 小売販売業者は、★印の欄は記載しないでください。 

別記第2号様式記載要領 

1 この申告書は、地方税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第3号。以下「平成30年改正法」という。)附則第25条第3項又は附則第26条第3項

の規定による申告又はこれらに係る修正申告をする場合に使用すること。 

2 「個人番号又は法人番号」欄には、申告者が個人の場合は個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第

2条第5項に規定する個人番号をいう。)を記載し、法人の場合には法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。)を記載すること。 

3 「⑩」欄には、所持する加熱式たばこについて、地方税法第467条第3項に規定する方法により計算した紙巻たばこの本数の合計数を記載するこ

と。 

4 卸売販売業者等は、以下の点に留意すること。 

 (1) 平成30年改正法附則第25条第2項又は附則第26条第2項の規定により市町村たばこ税の課税対象となる製造たばこの数量については、「地方

税の課税対象数量(卸売販売業者等用)」の欄の「★⑥」欄から「★⑫」欄に記載すること。 

 (2) 「課税標準となる製造たばこの本数」欄の記載に際しては、「 」欄には、「地方税の課税対象数量(卸売販売業者等用)」欄の「★⑥」欄

から「★⑫」欄までの数量を合計した本数を記載すること。 

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
七
月
六
日
総
務
省
令
第

四
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
働
き
方
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
関

係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第

七
十
一
号
）
附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施

行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
七
月
一
一
日
総
務
省
令

第
四
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た

だ
し
、
第
一
条
の
九
の
五
、
第
三
条
第
一
項
本
文
、
第

三
条
の
十
三
の
二
及
び
第
五
条
第
三
項
の
改
正
規
定
並

び
に
次
条
の
規
定
及
び
附
則
第
四
条
の
規
定
（
地
方
税

法
施
行
規
則
第
三
条
の
十
三
の
二
の
改
正
規
定
に
係
る

部
分
に
限
る
。
）
は
、
平
成
三
十
一
年
一
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
九
月
六
日
総
務
省
令
第

五
四
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
第

二
条
の
二
第
五
項
及
び
第
七
項
並
び
に
第
二
条
の
三
第

二
項
（
第
九
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
四
項

の
規
定
並
び
に
第
三
号
様
式
別
表
、
第
五
号
の
四
様
式

及
び
第
五
号
の
十
三
様
式
は
、
令
和
元
年
度
以
後
の
年

度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い

て
適
用
し
、
平
成
三
十
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
道
府
県

民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
三
月
二
九
日
総
務
省
令

第
三
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、

当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
第
一
条
の
十
七
を

同
令
第
一
条
の
十
九
と
す
る
改
正
規
定
、
同
令
第
一

条
の
十
六
の
改
正
規
定
、
同
条
を
同
令
第
一
条
の
十

八
と
す
る
改
正
規
定
及
び
同
令
第
一
条
の
十
五
の
次

に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
第
五
十
五
号
の

五
様
式
の
改
正
規
定
並
び
に
次
条
第
一
項
及
び
第
三

項
の
規
定
並
び
に
附
則
第
七
条
の
規
定
　
令
和
元
年

六
月
一
日

二
　
第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
第
八
条
の
十
六
及

び
第
八
条
の
十
七
の
改
正
規
定
　
令
和
元
年
七
月

一
日

（
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施

行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
十

六
及
び
第
一
条
の
十
七
の
規
定
は
、
令
和
二
年
十
月
一

日
以
後
に
開
始
す
る
新
規
則
第
一
条
の
十
六
第
二
項
に

規
定
す
る
指
定
対
象
期
間
に
係
る
同
条
第
一
項
に
規
定

す
る
指
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
指
定
」
と
い

う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
都
道
府
県
、
市
町
村
又
は

特
別
区
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
都
道
府
県
等
」
と

い
う
。
）
が
同
項
に
規
定
す
る
申
出
書
等
を
提
出
す
る

場
合
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

２
　
前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
令
和

二
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
期
間
に
係
る
指
定
を
都
道
府

県
等
が
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
新
規
則
第
一

条
の
十
六
及
び
第
一
条
の
十
七
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
新
規
則
の
規
定
中
同

表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄

に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

第

一

条

の

十

六

第

一

項

七
月
一
日

か
ら
同
月

三
十
一
日

ま
で

四
月
一
日
か
ら
同
月
十
日
ま
で

第

一

条

の

十

六

第

二

項

毎
年
十
月

一
日
か
ら

翌
年
九
月

三
十
日
ま

で

令
和
元
年
六
月
一
日
か
ら
令
和
二
年

九
月
三
十
日
ま
で

を
い
う
。

を
い
う
。
た
だ
し
、
総
務
大
臣
が
、

指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
都
道
府
県

等
に
つ
い
て
、
当
該
期
間
を
指
定
対

象
期
間
と
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い

と
認
め
る
場
合
に
は
、
当
該
都
道
府

県
等
に
係
る
指
定
対
象
期
間
は
令
和

元
年
六
月
一
日
か
ら
同
年
九
月
三
十

日
ま
で
の
期
間
と
す
る
。

３
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
新
規
則
第
一

条
の
十
六
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場

合
に
お
け
る
同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
指
定
対
象
期

間
に
係
る
指
定
を
さ
れ
た
都
道
府
県
等
は
、
前
二
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
元
年
十
月
一
日
か
ら
令
和

二
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
期
間
に
係
る
指
定
を
受
け
る

た
め
に
、
新
規
則
第
一
条
の
十
六
第
一
項
に
規
定
す
る

申
出
書
等
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
当
該
都
道
府
県
等
が
行
う
当
該
申
出
書
等
の

提
出
に
つ
い
て
は
、
同
条
及
び
新
規
則
第
一
条
の
十
七

の
規
定
を
適
用
す
る
。
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（
地
方
消
費
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
新
規
則
第
七
条
の
二
の
十
の
規
定
は
、
こ
の
省

令
の
施
行
の
日
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て

「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
行
わ
れ
る
地
方
消
費
税

の
清
算
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
地

方
消
費
税
の
清
算
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

（
自
動
車
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
新
規
則
第
十
六
号
の
九
様
式
は
、
施
行
日
以
後

の
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
べ
き
自
動
車
取
得
税

に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
自
動
車
の
取
得
に
対

し
て
課
す
る
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

（
事
業
所
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
施

行
規
則
第
二
十
四
条
の
二
十
二
に
規
定
す
る
助
成
金
の

支
給
に
係
る
施
設
又
は
設
備
に
係
る
事
業
所
等
に
お
い

て
行
う
事
業
に
対
し
て
課
す
る
事
業
所
税
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
三
月
二
九
日
総
務
省
令

第
三
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
元
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該

各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
二
条
の
規
定
　
公
布
の
日

二
　
第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
第
二
条
に
四
項
を

加
え
る
改
正
規
定
、
同
令
第
二
条
の
二
第
二
項
及
び

第
四
項
並
び
に
第
二
条
の
三
の
二
か
ら
第
二
条
の
三

の
七
ま
で
の
改
正
規
定
並
び
に
同
令
第
三
号
様
式
別

表
裏
面
、
第
五
号
の
四
様
式
、
第
五
号
の
五
の
二
様

式
及
び
第
五
十
五
号
の
七
様
式
備
考
の
改
正
規
定
並

び
に
次
条
の
規
定
　
令
和
二
年
一
月
一
日

三
　
第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
第
一
条
の
二
の
改

正
規
定
、
同
令
第
一
条
の
九
の
五
を
同
令
第
一
条
の

九
の
七
と
し
、
同
令
第
一
条
の
九
の
四
を
同
令
第
一

条
の
九
の
六
と
し
、
同
令
第
一
条
の
九
の
三
の
次
に

二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
令
第
三
条
の
三
の
二

の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
令
第
三
条
の

四
第
二
項
第
二
号
、
第
三
条
の
四
の
二
第
一
項
第
四

号
及
び
第
三
条
の
四
の
三
第
二
項
第
二
号
の
改
正
規

定
、
同
令
第
四
条
の
六
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正

規
定
、
同
令
第
四
条
の
七
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改

正
規
定
、
同
令
第
五
条
の
二
第
二
項
第
二
号
の
改
正

規
定
、
同
条
を
同
令
第
五
条
の
二
の
三
と
し
、
同
令

第
五
条
の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
令
第

五
条
の
四
第
二
項
第
二
号
の
改
正
規
定
、
同
令
第
十

条
の
二
の
十
一
を
削
り
、
同
令
第
十
条
の
二
の
十
を

同
令
第
十
条
の
二
の
十
一
と
す
る
改
正
規
定
、
同
令

第
十
条
の
二
の
九
第
二
項
第
二
号
の
改
正
規
定
、
同

条
を
同
令
第
十
条
の
二
の
十
と
す
る
改
正
規
定
、
同

令
第
十
条
の
二
の
八
第
二
項
第
二
号
の
改
正
規
定
、

同
条
を
同
令
第
十
条
の
二
の
九
と
す
る
改
正
規
定
並

び
に
同
令
第
十
条
の
二
の
七
の
次
に
一
条
を
加
え
る

改
正
規
定
並
び
に
同
令
附
則
第
三
条
の
二
を
削
り
、

同
令
附
則
第
三
条
の
二
の
二
を
同
令
附
則
第
三
条
の

二
と
し
、
同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
及

び
同
令
附
則
第
三
条
の
二
の
七
第
二
項
第
三
号
ロ
の

改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
五
条
の
規
定
　
令
和
二
年

四
月
一
日

四
　
第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
第
十
条
の
二
の
三

第
二
項
第
二
号
の
改
正
規
定
　
令
和
四
年
一
月
一
日

五
　
略

六
　
第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
六
条
第
七

十
七
項
の
改
正
規
定
　
農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進

に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

三
十
一
年
法
律
第
　
　
　
号
）
附
則
第
一
条
第
二
号

に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日

（
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
前
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
る
改
正
後
の

地
方
税
法
施
行
規
則
第
五
十
五
号
の
七
様
式
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
令
和
二
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及

び
市
町
村
民
税
に
限
り
、
同
様
式
備
考
中
「
特
例
控
除

対
象
寄
附
金
の
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
特
例
控
除
対
象

寄
附
金
の
額
及
び
同
条
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
寄
附

金
（
令
和
元
年
６
月
１
日
前
に
支
出
し
た
も
の
に
限

る
。
）
の
額
」
と
す
る
。

（
事
業
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律

（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
十
三
号
。
附
則
第
七
条
に
お

い
て
「
平
成
二
十
八
年
地
方
税
法
等
改
正
法
」
と
い

う
。
）
附
則
第
六
条
第
四
項
に
規
定
す
る
市
町
村
民
税

の
法
人
税
割
額
及
び
都
民
税
の
法
人
税
割
額
は
、
毎
年

度
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七

号
）
第
二
百
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
調
製
さ

れ
た
市
町
村
の
決
算
に
係
る
市
町
村
民
税
の
法
人
税
割

額
の
う
ち
標
準
税
率
を
も
っ
て
算
定
さ
れ
た
額
で
当
該

年
度
前
三
年
度
内
（
交
付
時
期
が
八
月
で
あ
る
場
合
に

は
、
当
該
年
度
の
前
年
度
前
三
年
度
内
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
各
年
度
に
係
る
も
の
を
合
算
し

た
も
の
の
三
分
の
一
の
数
値
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
同

項
の
規
定
に
よ
り
調
製
さ
れ
た
都
の
決
算
に
係
る
都
民

税
の
法
人
税
割
額
（
地
方
税
法
第
五
条
第
二
項
第
一
号

に
掲
げ
る
税
の
う
ち
同
法
第
七
百
三
十
四
条
第
二
項

（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
都
が

課
す
る
都
民
税
の
法
人
税
割
額
を
い
う
。
）
の
う
ち
標

準
税
率
を
も
っ
て
算
定
さ
れ
た
額
で
当
該
年
度
前
三
年

度
内
の
各
年
度
に
係
る
も
の
を
合
算
し
た
も
の
の
三
分

の
一
の
数
値
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

（
地
方
消
費
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施

行
規
則
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
規
則
」
と
い

う
。
）
第
七
条
の
二
の
八
及
び
附
則
第
三
条
の
二
の
三

の
規
定
は
、
令
和
元
年
九
月
か
ら
十
一
月
ま
で
の
期
間

を
徴
収
取
扱
費
算
定
期
間
（
地
方
税
法
施
行
令
の
一
部

を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
六

号
）
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十

五
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）
第
三
十
五
条
の
十
七
第

一
項
及
び
附
則
第
六
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
徴

収
取
扱
費
算
定
期
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
と
す
る
徴
収
取
扱
費
（
社
会
保
障
の
安
定
財

源
の
確
保
等
を
図
る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た

め
の
地
方
税
法
及
び
地
方
交
付
税
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
九
号
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
「
地
方
税
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
（
昭
和
二

十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
七
十
二
条
の
百
十

三
第
一
項
及
び
附
則
第
九
条
の
十
四
第
一
項
に
規
定
す

る
徴
収
取
扱
費
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
支
払
か
ら
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
地
方
消
費
税
又
は
地

方
税
法
等
改
正
法
附
則
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
地
方
消
費
税
の
納
付
額

の
払
込
み
が
あ
る
と
き
は
、
新
規
則
第
七
条
の
二
の
八

及
び
附
則
第
三
条
の
二
の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
新
規
則
第
七
条
の
二
の
八
第
一
項
中
「
政
令
」
と

あ
る
の
は
「
地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政

令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
六
号
。
附
則
第
三

条
の
二
の
三
第
一
項
に
お
い
て
「
改
正
令
」
と
い
う
。
）

附
則
第
四
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
さ
れ
る
政
令
」
と
、
新
規
則
附
則
第
三
条
の
二
の

三
第
一
項
中
「
政
令
」
と
あ
る
の
は
「
改
正
令
附
則
第

四
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ

れ
る
政
令
」
と
す
る
。

２
　
令
和
元
年
九
月
か
ら
十
一
月
ま
で
の
期
間
を
徴
収
取

扱
費
算
定
期
間
と
す
る
徴
収
取
扱
費
の
支
払
に
つ
い
て

の
新
規
則
第
七
条
の
二
の
八
及
び
附
則
第
三
条
の
二
の

三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
七
条
の
二

の
八
第
一
項
中
「
政
令
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
税
法
施

行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令

第
三
百
十
六
号
。
附
則
第
三
条
の
二
の
三
第
一
項
に
お

い
て
「
改
正
令
」
と
い
う
。
）
附
則
第
四
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
政
令
」
と
、
新

規
則
附
則
第
三
条
の
二
の
三
第
一
項
中
「
政
令
」
と
あ

る
の
は
「
改
正
令
附
則
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
政
令
」
と
す
る
。

３
　
地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
地
方
消
費
税
又
は

地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
地
方
消
費
税
の
納
付

額
の
払
込
み
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
令
和
元
年
九
月
か

ら
十
一
月
ま
で
の
期
間
を
徴
収
取
扱
費
算
定
期
間
と
す

る
徴
収
取
扱
費
の
支
払
に
つ
い
て
の
第
一
項
後
段
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
新
規
則
第
七
条
の

二
の
八
及
び
附
則
第
三
条
の
二
の
三
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
附
則
第
四
条
第
一
項

後
段
」
と
あ
る
の
は
、
「
附
則
第
四
条
第
三
項
」
と
す

る
。

４
　
令
和
元
年
十
二
月
か
ら
令
和
二
年
二
月
ま
で
の
期
間

を
徴
収
取
扱
費
算
定
期
間
と
す
る
徴
収
取
扱
費
の
支
払

に
つ
い
て
の
新
規
則
第
七
条
の
二
の
八
及
び
附
則
第
三

条
の
二
の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第

七
条
の
二
の
八
第
一
項
中
「
政
令
」
と
あ
る
の
は
「
地

方
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十

六
年
政
令
第
三
百
十
六
号
。
附
則
第
三
条
の
二
の
三
第

一
項
に
お
い
て
「
改
正
令
」
と
い
う
。
）
附
則
第
四
条

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
政

令
」
と
、
新
規
則
附
則
第
三
条
の
二
の
三
第
一
項
中

「
政
令
」
と
あ
る
の
は
「
改
正
令
附
則
第
四
条
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
政
令
」
と
す

る
。

５
　
地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
地
方
消
費
税
又
は

地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
地
方
消
費
税
の
納
付

額
の
払
込
み
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
令
和
元
年
十
二
月

か
ら
令
和
二
年
二
月
ま
で
の
期
間
を
徴
収
取
扱
費
算
定

期
間
と
す
る
徴
収
取
扱
費
の
支
払
に
つ
い
て
の
第
一
項

後
段
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
新
規
則

第
七
条
の
二
の
八
及
び
附
則
第
三
条
の
二
の
三
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
附
則
第
四

条
第
一
項
後
段
」
と
あ
る
の
は
、
「
附
則
第
四
条
第
四

項
」
と
す
る
。

第
五
条
　
令
和
二
年
四
月
一
日
前
に
設
立
さ
れ
た
法
人
で

あ
る
事
業
者
（
地
方
税
法
第
七
十
二
条
の
七
十
七
第
一

号
に
規
定
す
る
事
業
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
で
同
日
以
後

初
に
開
始
す
る
課
税
期
間
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（
同
法
第
七
十
二
条
の
七
十
八
第
三
項
に
規
定
す
る
課

税
期
間
を
い
う
。
）
に
お
い
て
所
得
税
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
七
号
）
第
五
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
消
費
税
法
（
昭
和
六
十
三
年

法
律
第
百
八
号
）
第
四
十
六
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す

る
特
定
法
人
に
該
当
す
る
事
業
者
（
地
方
税
法
第
七
十

二
条
の
八
十
七
各
項
並
び
に
第
七
十
二
条
の
八
十
八
第

一
項
及
び
第
二
項
の
事
業
者
に
限
る
。
）
は
、
当
該
課

税
期
間
開
始
の
日
以
後
一
月
以
内
に
第
一
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
三
条
の
二

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ

れ
る
国
税
関
係
法
令
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し

た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
五
年
財
務

省
令
第
七
十
一
号
）
第
四
条
第
一
項
の
届
出
を
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
五
月
七
日
総
務
省
令
第
二

号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
八
日
総
務
省
令
第

一
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
七
月
五
日
総
務
省
令
第
二

三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た

だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定

め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
三
条
の
十
三
の
三
、
第
四
条
の
四
、
第
五
条
、

第
六
条
の
五
、
第
七
条
の
二
の
四
第
一
項
第
五
号
及

び
第
七
条
の
二
の
五
第
二
項
第
四
号
の
改
正
規
定
並

び
に
第
一
号
様
式
の
表
の
改
正
規
定
、
第
六
号
様
式

の
表
の
改
正
規
定
（
「
（
（
３
３
）
）
」
を
「
（
（
３
４
）
）

」
に
改
め
る
部
分
、
「
４
９
」
を
「
４
７
」
に
改
め

る
部
分
及
び
「
５
６
」
を
「
５
４
」
に
改
め
る
部
分

を
除
く
。
）
、
同
様
式
記
載
要
領
の
改
正
規
定
（
同
様

式
記
載
要
領
１
０
、
１
２
及
び
１
９
に
係
る
部
分
を

除
く
。
）
、
同
様
式
別
表
五
の
二
の
表
の
改
正
規
定

（
「
別
表
５
の
６
（
（
３
６
）
）
又
は
別
表
５
の
６
の
２

（
（
２
７
）
）
」
を
「
別
表
５
の
６
の
２
（
（
２
７
）
）
」

に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
様
式
別
表
五
の
六
、

同
様
式
別
表
十
四
記
載
要
領
、
第
六
号
の
三
様
式
の

表
、
同
様
式
記
載
要
領
、
第
七
号
の
三
様
式
の
表
、

第
十
号
の
三
様
式
の
表
、
同
様
式
記
載
要
領
、
第
十

号
の
五
様
式
の
表
、
同
様
式
記
載
要
領
、
第
十
二
号

の
二
様
式
の
表
、
第
十
三
号
様
式
の
表
、
同
様
式
記

載
要
領
、
第
十
三
号
の
二
様
式
の
表
、
第
十
四
号
様

式
の
表
、
同
様
式
記
載
要
領
及
び
第
二
十
号
の
五
様

式
の
表
の
改
正
規
定
並
び
に
次
条
及
び
附
則
第
三
条

の
規
定
　
令
和
元
年
十
月
一
日

二
　
第
五
号
の
十
四
様
式
及
び
第
五
号
の
十
四
の
二
様

式
の
改
正
規
定
、
第
六
号
様
式
の
表
の
改
正
規
定

（
「
（
（
３
３
）
）
」
を
「
（
（
３
４
）
）
」
に
改
め
る
部
分

に
限
る
。
）
、
同
様
式
記
載
要
領
１
２
の
改
正
規
定
、

同
様
式
別
表
一
記
載
要
領
の
改
正
規
定
（
「
（
１
８
）

の
欄
」
を
「
（
１
８
）
の
欄
の
金
額
）
、
分
配
時
調
整

外
国
税
相
当
額
の
個
別
帰
属
額
（
法
人
税
の
明
細
書

（
別
表
６
の
２
（
２
の
２
）
）
の
（
２
７
）
の
欄
」
に

改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
様
式
別
表
五
の
表
の
改

正
規
定
、
同
様
式
別
表
五
記
載
要
領
の
改
正
規
定

（
同
表
記
載
要
領
４
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
同
様

式
別
表
五
の
二
の
表
の
改
正
規
定
（
「
（
（
２
３
）
）
」

を
「
（
（
２
４
）
）
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
様

式
別
表
五
の
二
記
載
要
領
、
同
様
式
別
表
五
の
二
の

二
の
表
、
同
様
式
別
表
九
の
記
載
要
領
３
、
同
様
式

別
表
十
記
載
要
領
、
同
様
式
別
表
十
一
の
表
及
び
同

様
式
別
表
十
一
記
載
要
領
の
改
正
規
定
並
び
に
第
二

十
号
様
式
別
表
一
記
載
要
領
の
改
正
規
定
（
「
（
１

８
）
の
欄
」
を
「
（
１
８
）
の
欄
の
金
額
）
、
分
配
時

調
整
外
国
税
相
当
額
の
個
別
帰
属
額
（
法
人
税
の
明

細
書
（
別
表
６
の
２
（
２
の
２
）
）
の
（
２
７
）
の

欄
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
　
令
和
二
年
一
月

一
日

三
　
附
則
第
二
十
条
の
改
正
規
定
　
中
小
企
業
の
事
業

活
動
の
継
続
に
資
す
る
た
め
の
中
小
企
業
等
経
営
強

化
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律

第
二
十
一
号
）
の
施
行
の
日

（
地
方
消
費
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
社
会
保
障
の
安
定
財
源
の
確
保
等
を
図
る
税
制

の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
の
地
方
税
法
及
び
地
方

交
付
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年

法
律
第
六
十
九
号
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て

「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
条
第
一
項
の
規
定
の

適
用
を
受
け
る
事
業
者
（
改
正
法
第
二
条
に
よ
る
改
正

後
の
地
方
税
法
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
新
法
」
と

い
う
。
）
第
七
十
二
条
の
七
十
七
第
一
号
に
規
定
す
る

事
業
者
を
い
い
、
新
法
第
七
十
二
条
の
八
十
七
第
一
項

に
規
定
す
る
承
継
相
続
人
を
含
む
。
次
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
係
る
こ
の
省
令
（
附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲

げ
る
改
正
規
定
に
限
る
。
）
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税

法
施
行
規
則
（
次
条
に
お
い
て
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）

第
七
条
の
二
の
四
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条

第
一
項
第
二
号
中
「
次
条
及
び
第
七
条
の
二
の
六
」
と

あ
る
の
は
「
以
下
こ
の
項
、
次
条
及
び
第
七
条
の
二
の

六
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
当
該
中
間
申
告
対
象
期
間

に
係
る
消
費
税
法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ

る
金
額
（
同
法
第
四
十
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
申
告
書
を
提
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
金
額
）
」
と
あ
る
の
は

「
当
該
中
間
申
告
対
象
期
間
を
一
の
課
税
期
間
と
み
な

し
た
場
合
に
お
け
る
社
会
保
障
の
安
定
財
源
の
確
保
等

を
図
る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
の
地
方
税

法
及
び
地
方
交
付
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平

成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
九
号
。
次
号
に
お
い
て
「
改

正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
イ

に
掲
げ
る
金
額
か
ら
同
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
金
額
を

控
除
し
た
残
額
（
控
除
し
き
れ
な
か
つ
た
金
額
が
あ
る

場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
控
除
し
き
れ
な
か
つ
た
金

額
）
及
び
同
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
金
額
か
ら
同
項
第

二
号
ロ
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
た
残
額
（
控
除
し
き

れ
な
か
つ
た
金
額
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
控

除
し
き
れ
な
か
つ
た
金
額
）
」
と
、
同
項
第
五
号
中

「
前
号
に
掲
げ
る
金
額
に
七
十
八
分
の
二
十
二
を
乗
じ

て
得
た
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
中
間
申
告
対
象
期

間
を
一
の
課
税
期
間
と
み
な
し
て
改
正
法
附
則
第
十
一

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
改

正
法
第
二
条
に
よ
る
改
正
後
の
法
第
七
十
二
条
の
八
十

八
第
一
項
の
規
定
を
適
用
し
て
算
出
し
た
譲
渡
割
額
に

相
当
す
る
金
額
」
と
す
る
。

２
　
前
項
の
事
業
者
は
、
改
正
法
附
則
第
十
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
申
告
書
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
申
告
書
に
係
る
消
費
税
法
（
昭
和
六
十
三
年

法
律
第
百
八
号
）
第
四
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る

中
間
申
告
対
象
期
間
に
係
る
改
正
法
附
則
第
十
一
条

第
一
項
第
一
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
金
額
の
計
算
に

関
す
る
明
細

二
　
当
該
中
間
申
告
対
象
期
間
に
係
る
改
正
法
附
則
第

十
一
条
第
一
項
第
二
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
金
額
の

計
算
に
関
す
る
明
細

三
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

第
三
条
　
改
正
法
附
則
第
十
一
条
第
一
項
又
は
第
四
項
の

規
定
の
適
用
を
受
け
る
事
業
者
に
係
る
新
規
則
第
七
条

の
二
の
五
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項

第
三
号
中
「
当
該
課
税
期
間
に
係
る
法
第
七
十
二
条
の

八
十
八
第
一
項
に
規
定
す
る
消
費
税
額
」
と
あ
る
の
は

「
当
該
課
税
期
間
に
係
る
社
会
保
障
の
安
定
財
源
の
確

保
等
を
図
る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
の
地

方
税
法
及
び
地
方
交
付
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
九
号
。
次
号
に
お
い
て

「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号

イ
に
掲
げ
る
金
額
か
ら
同
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
金
額

を
控
除
し
た
残
額
（
控
除
し
き
れ
な
か
つ
た
金
額
が
あ

る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
控
除
し
き
れ
な
か
つ
た
金

額
）
及
び
同
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
金
額
か
ら
同
項
第

二
号
ロ
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
た
残
額
（
控
除
し
き

れ
な
か
つ
た
金
額
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
控

除
し
き
れ
な
か
つ
た
金
額
）
」
と
、
同
項
第
四
号
中

「
前
号
に
掲
げ
る
消
費
税
額
を
課
税
標
準
と
し
て
算
定

し
た
譲
渡
割
額
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
課
税
期
間
に
係

る
改
正
法
附
則
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
金

額
か
ら
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
て
得
た

譲
渡
割
額
」
と
す
る
。

２
　
改
正
法
附
則
第
十
一
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定

の
適
用
を
受
け
る
事
業
者
に
係
る
新
規
則
第
七
条
の
二

の
五
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
第
三

号
中
「
当
該
課
税
期
間
に
係
る
法
第
七
十
二
条
の
八
十

八
第
二
項
に
規
定
す
る
不
足
額
」
と
あ
る
の
は
「
当
該

課
税
期
間
に
係
る
社
会
保
障
の
安
定
財
源
の
確
保
等
を

図
る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
の
地
方
税
法

及
び
地
方
交
付
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

二
十
四
年
法
律
第
六
十
九
号
。
次
号
に
お
い
て
「
改
正

法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
イ
に

掲
げ
る
金
額
か
ら
同
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
金
額
を
控

除
し
た
残
額
（
控
除
し
き
れ
な
か
つ
た
金
額
が
あ
る
場

合
に
お
い
て
は
、
当
該
控
除
し
き
れ
な
か
つ
た
金
額
）

及
び
同
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
金
額
か
ら
同
項
第
二
号

ロ
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
た
残
額
（
控
除
し
き
れ
な

か
つ
た
金
額
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
控
除
し

き
れ
な
か
つ
た
金
額
）
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
前
号

に
掲
げ
る
不
足
額
に
七
十
八
分
の
二
十
二
を
乗
じ
て
得

た
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
課
税
期
間
に
係
る
改
正

法
附
則
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
か
ら

同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
て
控
除
し
き
れ

な
か
つ
た
金
額
」
と
す
る
。

３
　
改
正
法
附
則
第
十
一
条
第
五
項
の
規
定
の
適
用
を
受

け
る
事
業
者
に
係
る
新
規
則
第
七
条
の
二
の
五
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
第
三
号
中
「
当
該

課
税
期
間
に
係
る
法
第
七
十
二
条
の
八
十
八
第
二
項
に

規
定
す
る
不
足
額
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
課
税
期
間
に

係
る
社
会
保
障
の
安
定
財
源
の
確
保
等
を
図
る
税
制
の

抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
の
地
方
税
法
及
び
地
方
交

付
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法

律
第
六
十
九
号
。
次
号
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と
い

う
。
）
附
則
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
金

額
及
び
同
号
ロ
に
掲
げ
る
金
額
」
と
、
同
項
第
四
号
中

「
前
号
に
掲
げ
る
不
足
額
に
七
十
八
分
の
二
十
二
を
乗

214



じ
て
得
た
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
課
税
期
間
に
係

る
改
正
法
附
則
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
金

額
」
と
す
る
。

４
　
前
三
項
に
規
定
す
る
事
業
者
は
、
改
正
法
附
則
第
十

一
条
各
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
に
次
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
申
告
書
に
係
る
地
方
税
法
第
七
十
二
条
の
七

十
八
第
三
項
に
規
定
す
る
課
税
期
間
に
係
る
改
正
法

附
則
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る

金
額
の
計
算
に
関
す
る
明
細

二
　
当
該
課
税
期
間
に
係
る
改
正
法
附
則
第
十
一
条
第

一
項
第
二
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
金
額
の
計
算
に
関

す
る
明
細

三
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

附
　
則
　
（
令
和
元
年
一
二
月
一
三
日
総
務
省
令

第
六
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政

手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政

運
営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
行
政
手
続

等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
三
月
三
一
日
総
務
省
令
第

二
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該

各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
附
則
第
九
条
（
地
方
税
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を

改
正
す
る
省
令
（
平
成
三
十
一
年
総
務
省
令
第
三
十

九
号
）
附
則
第
三
条
の
改
正
規
定
を
除
く
。
）
の
規

定
　
公
布
の
日

二
　
第
十
六
号
様
式
別
表
一
記
載
要
領
４
及
び
５
、
同

様
式
別
表
二
記
載
要
領
４
、
第
十
六
号
の
二
様
式
記

載
要
領
４
、
同
様
式
別
表
一
記
載
要
領
４
、
同
様
式

別
表
二
記
載
要
領
４
、
同
様
式
別
表
三
記
載
要
領
４

並
び
に
第
十
六
号
の
五
様
式
記
載
要
領
５
及
び
６
の

改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
八
条
の
規
定
　
令
和
二
年

十
月
一
日

三
　
第
一
条
の
九
の
七
を
第
一
条
の
九
の
九
と
し
、
第

一
条
の
九
の
六
の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、

第
二
条
の
二
第
四
項
の
改
正
規
定
（
「
第
三
十
四
条

第
九
項
及
び
第
三
百
十
四
条
の
二
第
九
項
」
を
「
第

三
十
四
条
第
八
項
及
び
第
三
百
十
四
条
の
二
第
八

項
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
条
第
五
項
の
改

正
規
定
（
同
項
を
同
条
第
六
項
と
す
る
部
分
を
除

く
。
）
及
び
第
二
条
の
三
の
六
第
六
項
の
改
正
規
定

（
「
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
」
を
削
る
部

分
に
限
る
。
）
並
び
に
第
一
号
の
三
様
式
、
第
一
号

の
四
様
式
、
第
三
号
様
式
別
表
、
第
四
号
様
式
、
第

四
号
の
二
様
式
、
第
五
号
の
二
様
式
、
第
五
号
の
四

様
式
、
同
様
式
別
表
、
第
十
七
号
様
式
別
表
及
び
第

十
七
号
の
二
様
式
別
表
の
改
正
規
定
　
令
和
三
年
一

月
一
日

四
　
第
二
十
四
条
の
三
十
九
第
一
項
第
四
号
の
次
に
三

号
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
附
則
第
六
条
の
規
定
　

令
和
三
年
十
月
一
日

五
　
第
二
条
の
二
の
改
正
規
定
（
同
条
第
四
項
中
「
第

三
十
四
条
第
九
項
及
び
第
三
百
十
四
条
の
二
第
九

項
」
を
「
第
三
十
四
条
第
八
項
及
び
第
三
百
十
四
条

の
二
第
八
項
」
に
改
め
る
部
分
、
同
項
中
「
（
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
「
申
告
者
」
と
い
う
。
）
」
を
削
る

部
分
及
び
同
項
中
「
又
は
所
得
税
法
」
を
「
又
は
同

法
」
に
改
め
る
部
分
並
び
に
同
条
第
五
項
中
「
第
三

十
四
条
第
九
項
及
び
第
三
百
十
四
条
の
二
第
九
項
」

を
「
第
三
十
四
条
第
八
項
及
び
第
三
百
十
四
条
の
二

第
八
項
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
及
び
第
二
条

の
三
の
改
正
規
定
並
び
に
次
条
の
規
定
　
令
和
六
年

一
月
一
日

六
　
第
十
六
条
の
十
二
第
二
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、

同
条
第
一
項
の
次
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第

二
十
四
条
の
五
の
見
出
し
の
改
正
規
定
及
び
第
二
十

四
条
の
五
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
　
卸
売
市
場

法
及
び
食
品
流
通
構
造
改
善
促
進
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
六
十
二
号
）
附
則

第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日

七
　
附
則
第
六
条
に
八
項
を
加
え
る
改
正
規
定
（
同
条

第
八
十
八
項
及
び
第
八
十
九
項
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
　
特
定
高
度
情
報
通
信
技
術
活
用
シ
ス
テ
ム
の

開
発
供
給
及
び
導
入
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
令
和

二
年
法
律
第
　
　
　
号
）
の
施
行
の
日

八
　
附
則
第
四
条
の
七
第
九
項
の
改
正
規
定
　
肥
料
取

締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第

六
十
二
号
）
の
施
行
の
日

（
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規

則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
二
第
四

項
及
び
第
五
項
の
規
定
は
、
令
和
六
年
度
以
後
の
年
度

分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
係
る
地

方
税
法
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
百
十
七
条

の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
申
告
書
を
提
出
す
る
場
合

（
同
法
第
四
十
五
条
の
三
第
一
項
及
び
第
三
百
十
七
条

の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な

さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
つ
い
て
適
用
し
、
令
和
五
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
道

府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
係
る
同
法
第
四
十
五
条

の
二
第
一
項
及
び
第
三
百
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定

す
る
申
告
書
を
提
出
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

（
地
方
消
費
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
新
規
則
第
七
条
の
二
の
八
及
び
附
則
第
三
条
の

二
の
三
の
規
定
は
、
令
和
二
年
三
月
か
ら
五
月
ま
で
の

期
間
を
徴
収
取
扱
費
算
定
期
間
（
地
方
税
法
施
行
令
の

一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
二
年
政
令
第
百
九
号
）

に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
令
第
三
十
五
条
の
十

七
第
一
項
及
び
附
則
第
六
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す

る
徴
収
取
扱
費
算
定
期
間
を
い
う
。
次
項
か
ら
第
五
項

ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
す
る
徴
収
取
扱
費
（
地
方

税
法
第
七
十
二
条
の
百
十
三
第
一
項
及
び
附
則
第
九
条

の
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
徴
収
取
扱
費
を
い
う
。
次

項
か
ら
第
五
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
支
払
か
ら

適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
社
会
保
障
の
安
定

財
源
の
確
保
等
を
図
る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う

た
め
の
地
方
税
法
及
び
地
方
交
付
税
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
九
号
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「
地
方
税
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）

附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ

と
と
さ
れ
た
地
方
消
費
税
又
は
地
方
税
法
等
改
正
法
附

則
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と

と
さ
れ
た
地
方
消
費
税
の
納
付
額
の
払
込
み
が
あ
る
と

き
は
、
新
規
則
第
七
条
の
二
の
八
及
び
附
則
第
三
条
の

二
の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
七
条

の
二
の
八
第
一
項
中
「
政
令
第
三
十
五
条
の
十
七
第
一

項
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正

す
る
政
令
（
令
和
二
年
政
令
第
百
九
号
。
附
則
第
三
条

の
二
の
三
第
一
項
に
お
い
て
「
改
正
令
」
と
い
う
。
）

附
則
第
五
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
さ
れ
る
政
令
第
三
十
五
条
の
十
七
第
一
項
」
と
、

新
規
則
附
則
第
三
条
の
二
の
三
第
一
項
中
「
政
令
附
則

第
六
条
の
十
一
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
改
正
令
附
則

第
五
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

さ
れ
る
政
令
附
則
第
六
条
の
十
一
第
一
項
」
と
す
る
。

２
　
令
和
二
年
三
月
か
ら
五
月
ま
で
の
期
間
を
徴
収
取
扱

費
算
定
期
間
と
す
る
徴
収
取
扱
費
の
支
払
に
つ
い
て
の

新
規
則
第
七
条
の
二
の
八
及
び
附
則
第
三
条
の
二
の
三

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
七
条
の
二
の

八
第
一
項
中
「
徴
収
取
扱
費
基
礎
額
（
政
令
第
三
十
五

条
の
十
七
第
一
項
に
規
定
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
令
和

二
年
三
月
の
徴
収
取
扱
費
基
礎
額
（
地
方
税
法
施
行
令

の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
二
年
政
令
第
百
九

号
。
以
下
こ
の
項
及
び
附
則
第
三
条
の
二
の
三
第
一
項

に
お
い
て
「
改
正
令
」
と
い
う
。
）
附
則
第
五
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
政
令
第
三

十
五
条
の
十
七
第
一
項
に
規
定
す
る
令
和
二
年
三
月
の

徴
収
取
扱
費
基
礎
額
を
い
う
。
）
及
び
令
和
二
年
四
月

及
び
五
月
の
徴
収
取
扱
費
基
礎
額
（
改
正
令
附
則
第
五

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
政

令
第
三
十
五
条
の
十
七
第
一
項
に
規
定
す
る
令
和
二
年

四
月
及
び
五
月
の
」
と
、
新
規
則
附
則
第
三
条
の
二
の

三
第
一
項
中
「
徴
収
取
扱
費
基
礎
額
（
政
令
附
則
第
六

条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
令
和

二
年
三
月
の
徴
収
取
扱
費
基
礎
額
（
改
正
令
附
則
第
五

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
政

令
附
則
第
六
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
令
和
二
年

三
月
の
徴
収
取
扱
費
基
礎
額
を
い
う
。
）
及
び
令
和
二

年
四
月
及
び
五
月
の
徴
収
取
扱
費
基
礎
額
（
改
正
令
附

則
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ

れ
る
政
令
附
則
第
六
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
令

和
二
年
四
月
及
び
五
月
の
」
と
す
る
。

３
　
地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
地
方
消
費
税
又
は

地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
地
方
消
費
税
の
納
付

額
の
払
込
み
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
令
和
二
年
三
月
か

ら
五
月
ま
で
の
期
間
を
徴
収
取
扱
費
算
定
期
間
と
す
る

徴
収
取
扱
費
の
支
払
に
つ
い
て
の
第
一
項
後
段
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
新
規
則
第
七
条
の
二

の
八
及
び
附
則
第
三
条
の
二
の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
同
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

さ
れ
る
新
規
則
第
七
条
の
二
の
八
第
一
項
中
「
徴
収
取

扱
費
基
礎
額
（
地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る

政
令
（
令
和
二
年
政
令
第
百
九
号
。
附
則
第
三
条
の
二

の
三
第
一
項
に
お
い
て
「
改
正
令
」
と
い
う
。
）
附
則

第
五
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

さ
れ
る
政
令
第
三
十
五
条
の
十
七
第
一
項
に
規
定
す

る
」
と
あ
る
の
は
「
令
和
二
年
三
月
の
徴
収
取
扱
費
基

礎
額
（
地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

（
令
和
二
年
政
令
第
百
九
号
。
以
下
こ
の
項
及
び
附
則

第
三
条
の
二
の
三
第
一
項
に
お
い
て
「
改
正
令
」
と
い

う
。
）
附
則
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
適
用
さ
れ
る
政
令
第
三
十
五
条
の
十
七
第
一
項
に
規

定
す
る
令
和
二
年
三
月
の
徴
収
取
扱
費
基
礎
額
を
い

う
。
）
及
び
令
和
二
年
四
月
及
び
五
月
の
徴
収
取
扱
費

基
礎
額
（
改
正
令
附
則
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
政
令
第
三
十
五
条
の
十
七
第

一
項
に
規
定
す
る
令
和
二
年
四
月
及
び
五
月
の
」
と
、

第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る

新
規
則
附
則
第
三
条
の
二
の
三
第
一
項
中
「
徴
収
取
扱

215



費
基
礎
額
（
改
正
令
附
則
第
五
条
第
一
項
後
段
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
政
令
附
則
第
六
条
の

十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
令
和
二
年

三
月
の
徴
収
取
扱
費
基
礎
額
（
改
正
令
附
則
第
五
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
政
令
附

則
第
六
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
令
和
二
年
三
月

の
徴
収
取
扱
費
基
礎
額
を
い
う
。
）
及
び
令
和
二
年
四

月
及
び
五
月
の
徴
収
取
扱
費
基
礎
額
（
改
正
令
附
則
第

五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る

政
令
附
則
第
六
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
令
和
二

年
四
月
及
び
五
月
の
」
と
す
る
。

４
　
令
和
三
年
三
月
か
ら
五
月
ま
で
の
期
間
を
徴
収
取
扱

費
算
定
期
間
と
す
る
徴
収
取
扱
費
の
支
払
に
つ
い
て
の

新
規
則
第
七
条
の
二
の
八
及
び
附
則
第
三
条
の
二
の
三

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
七
条
の
二
の

八
第
一
項
中
「
徴
収
取
扱
費
基
礎
額
（
政
令
第
三
十
五

条
の
十
七
第
一
項
に
規
定
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
令
和

三
年
三
月
の
徴
収
取
扱
費
基
礎
額
（
地
方
税
法
施
行
令

の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
二
年
政
令
第
百
九

号
。
以
下
こ
の
項
及
び
附
則
第
三
条
の
二
の
三
第
一
項

に
お
い
て
「
改
正
令
」
と
い
う
。
）
附
則
第
五
条
第
七

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
政
令
第
三

十
五
条
の
十
七
第
一
項
に
規
定
す
る
令
和
三
年
三
月
の

徴
収
取
扱
費
基
礎
額
を
い
う
。
）
及
び
令
和
三
年
四
月

及
び
五
月
の
徴
収
取
扱
費
基
礎
額
（
改
正
令
附
則
第
五

条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
政

令
第
三
十
五
条
の
十
七
第
一
項
に
規
定
す
る
令
和
三
年

四
月
及
び
五
月
の
」
と
、
新
規
則
附
則
第
三
条
の
二
の

三
第
一
項
中
「
徴
収
取
扱
費
基
礎
額
（
政
令
附
則
第
六

条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
令
和

三
年
三
月
の
徴
収
取
扱
費
基
礎
額
（
改
正
令
附
則
第
五

条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
政

令
附
則
第
六
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
令
和
三
年

三
月
の
徴
収
取
扱
費
基
礎
額
を
い
う
。
）
及
び
令
和
三

年
四
月
及
び
五
月
の
徴
収
取
扱
費
基
礎
額
（
改
正
令
附

則
第
五
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ

れ
る
政
令
附
則
第
六
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
令

和
三
年
四
月
及
び
五
月
の
」
と
す
る
。

５
　
地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
地
方
消
費
税
又
は

地
方
税
法
等
改
正
法
附
則
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
地
方
消
費
税
の
納
付

額
の
払
込
み
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
令
和
三
年
三
月
か

ら
五
月
ま
で
の
期
間
を
徴
収
取
扱
費
算
定
期
間
と
す
る

徴
収
取
扱
費
の
支
払
に
つ
い
て
の
第
一
項
後
段
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
新
規
則
第
七
条
の
二

の
八
及
び
附
則
第
三
条
の
二
の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
同
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

さ
れ
る
新
規
則
第
七
条
の
二
の
八
第
一
項
中
「
徴
収
取

扱
費
基
礎
額
（
地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る

政
令
（
令
和
二
年
政
令
第
百
九
号
。
附
則
第
三
条
の
二

の
三
第
一
項
に
お
い
て
「
改
正
令
」
と
い
う
。
）
附
則

第
五
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

さ
れ
る
政
令
第
三
十
五
条
の
十
七
第
一
項
に
規
定
す

る
」
と
あ
る
の
は
「
令
和
三
年
三
月
の
徴
収
取
扱
費
基

礎
額
（
地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

（
令
和
二
年
政
令
第
百
九
号
。
以
下
こ
の
項
及
び
附
則

第
三
条
の
二
の
三
第
一
項
に
お
い
て
「
改
正
令
」
と
い

う
。
）
附
則
第
五
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
適
用
さ
れ
る
政
令
第
三
十
五
条
の
十
七
第
一
項
に
規

定
す
る
令
和
三
年
三
月
の
徴
収
取
扱
費
基
礎
額
を
い

う
。
）
及
び
令
和
三
年
四
月
及
び
五
月
の
徴
収
取
扱
費

基
礎
額
（
改
正
令
附
則
第
五
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
政
令
第
三
十
五
条
の
十
七
第

一
項
に
規
定
す
る
令
和
三
年
四
月
及
び
五
月
の
」
と
、

第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る

新
規
則
附
則
第
三
条
の
二
の
三
第
一
項
中
「
徴
収
取
扱

費
基
礎
額
（
改
正
令
附
則
第
五
条
第
一
項
後
段
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
政
令
附
則
第
六
条
の

十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
令
和
三
年

三
月
の
徴
収
取
扱
費
基
礎
額
（
改
正
令
附
則
第
五
条
第

八
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
政
令
附

則
第
六
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
令
和
三
年
三
月

の
徴
収
取
扱
費
基
礎
額
を
い
う
。
）
及
び
令
和
三
年
四

月
及
び
五
月
の
徴
収
取
扱
費
基
礎
額
（
改
正
令
附
則
第

五
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る

政
令
附
則
第
六
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
令
和
三

年
四
月
及
び
五
月
の
」
と
す
る
。

（
自
動
車
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
新
規
則
第
十
六
号
の
四
十
三
様
式
は
、
こ
の
省

令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後

の
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
べ
き
自
動
車
税
の
環

境
性
能
割
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
自
動
車
の

取
得
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
固
定
資
産
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
二
十
五
項
の
規
定
は
、

施
行
日
以
後
に
取
得
さ
れ
る
同
項
に
規
定
す
る
車
両
に

対
し
て
課
す
べ
き
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施

行
日
前
に
取
得
さ
れ
た
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
地

方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
六
条
第
二
十
五
項
に
規
定
す

る
車
両
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
特
定
書
面
等
地
方
税
関
係
申
告
等
に
関
す
る
経
過
措

置
）

第
六
条
　
新
規
則
第
二
十
四
条
の
三
十
九
第
一
項
（
第
四

号
の
二
か
ら
第
四
号
の
四
ま
で
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

の
規
定
は
、
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施

行
の
日
以
後
に
行
わ
れ
る
地
方
税
法
第
七
百
四
十
七
条

の
二
第
二
項
の
特
定
書
面
等
地
方
税
関
係
申
告
等
に
つ

い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
四
月
三
〇
日
総
務
省
令
第

四
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
六
月
二
四
日
総
務
省
令
第

六
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
七
月
一
四
日
総
務
省
令
第

六
五
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
法
第
三
十
七
条
の
二
第
三
項
及
び
第
三
百
十
四
条
の

七
第
三
項
に
規
定
す
る
申
出
書
及
び
書
類
に
関
す
る
経

過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規

則
（
次
条
に
お
い
て
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条

の
十
六
及
び
第
一
条
の
十
七
の
規
定
は
、
都
道
府
県
、

市
町
村
又
は
特
別
区
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い

て
「
都
道
府
県
等
」
と
い
う
。
）
が
こ
の
省
令
の
施
行

の
日
以
後
に
地
方
税
法
第
三
十
七
条
の
二
第
三
項
及
び

第
三
百
十
四
条
の
七
第
三
項
に
規
定
す
る
申
出
書
及
び

書
類
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
申
出
書

等
」
と
い
う
。
）
を
提
出
す
る
場
合
に
つ
い
て
適
用
し
、

都
道
府
県
等
が
同
日
前
に
申
出
書
等
を
提
出
し
た
場
合

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
三
条
　
令
和
二
年
十
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
九
月
三
十

日
ま
で
の
期
間
（
都
道
府
県
等
が
新
規
則
第
一
条
の
十

六
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
申
出
書
等
を
提
出
す
る
場
合

に
は
、
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
告
示
を
し
た
日
か
ら

令
和
三
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
期
間
）
に
係
る
地
方
税

法
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
百
十
四
条
の
七

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
都
道
府
県
等
が
受
け
よ

う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
新
規
則
第
一
条
の
十
七
第
二

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
二
号
中
「
前

年
度
（
前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
対
象
期
間
の
初

日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度
を
い
う
。
）
」
と
あ
る
の

は
、
「
令
和
元
年
六
月
一
日
か
ら
令
和
二
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
期
間
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
七
月
二
七
日
総
務
省
令
第

六
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め

る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
一
号
の
三
様
式
、
第
一
号
の
四
様
式
、
第
三
号
様

式
別
表
、
第
四
号
様
式
、
第
四
号
の
二
様
式
、
第
五
号

の
二
様
式
及
び
第
十
七
号
様
式
の
改
正
規
定
　
令
和
三

年
一
月
一
日

二
　
第
六
条
の
九
の
改
正
規
定
　
令
和
四
年
一
月
一
日

三
　
第
六
号
様
式
別
表
五
の
六
の
二
記
載
要
領
の
改
正
規

定
（
「
第
２
７
条
の
１
２
の
５
第
６
項
第
２
号
イ
」
を

「
第
２
７
条
の
１
２
の
４
の
２
第
６
項
第
２
号
イ
」
に

改
め
る
部
分
及
び
「
第
３
９
条
の
４
７
第
６
項
第
２
号

イ
」
を
「
第
３
９
条
の
４
６
の
２
第
６
項
第
２
号
イ
」

に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
　
特
定
高
度
情
報
通
信
技
術

活
用
シ
ス
テ
ム
の
開
発
供
給
及
び
導
入
の
促
進
に
関
す

る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
三
十
七
号
）
の
施
行
の
日

附
　
則
　
（
令
和
二
年
九
月
四
日
総
務
省
令
第
八

四
号
）

こ
の
省
令
は
、
都
市
再
生
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
四
十
三
号
）
の
施

行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
八
条
の
三
及
び

第
十
一
条
の
二
の
改
正
規
定
は
、
令
和
二
年
十
二
月
一

日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
九
月
三
〇
日
総
務
省
令
第

九
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
の
十
四
の
改
正
規
定
は
、
令

和
二
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規

則
（
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）

の
規
定
中
法
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
関

す
る
部
分
（
様
式
に
関
す
る
部
分
を
除
く
。
）
は
、
こ

の
省
令
の
施
行
の
日
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い

て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年

度
（
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二

年
法
律
第
八
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
所
得
税
法

等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
の
規
定
（
所
得
税
法

等
改
正
法
附
則
第
一
条
第
五
号
ロ
に
掲
げ
る
改
正
規
定

に
限
る
。
）
に
よ
る
改
正
前
の
法
人
税
法
（
昭
和
四
十

年
法
律
第
三
十
四
号
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い

て
「
四
年
旧
法
人
税
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
十
二

号
の
七
に
規
定
す
る
連
結
子
法
人
（
以
下
こ
の
条
及
び

次
条
に
お
い
て
「
連
結
子
法
人
」
と
い
う
。
）
の
連
結

親
法
人
事
業
年
度
（
四
年
旧
法
人
税
法
第
十
五
条
の
二

第
一
項
に
規
定
す
る
連
結
親
法
人
事
業
年
度
を
い
う
。

次
項
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
施
行
日
前
に
開

始
し
た
事
業
年
度
を
除
く
。
）
分
の
法
人
の
道
府
県
民

税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

２
　
施
行
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
（
連
結
子
法
人
の

連
結
親
法
人
事
業
年
度
が
施
行
日
前
に
開
始
し
た
事
業
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年
度
を
含
む
。
）
分
の
法
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町

村
民
税
並
び
に
施
行
日
前
に
開
始
し
た
連
結
事
業
年
度

（
四
年
旧
法
人
税
法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す

る
連
結
事
業
年
度
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
（
連
結
子
法
人
の
連
結
親
法
人
事
業
年
度
が
施
行

日
前
に
開
始
し
た
連
結
事
業
年
度
を
含
む
。
）
分
の
法

人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
は
、
こ

の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
次
条

第
二
項
に
お
い
て
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
中

法
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
関
す
る
部
分

（
様
式
に
関
す
る
部
分
を
除
く
。
）
は
、
な
お
そ
の
効
力

を
有
す
る
。

３
　
地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和

二
年
政
令
第
二
百
六
十
四
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
改
正
令
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
条
第
二
十
六
項
の
規

定
に
よ
り
改
正
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
令

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
令
」
と
い
う
。
）
第
八
条

の
十
五
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
は
、
同
条
中
「
法

第
五
十
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
控
除
対
象
通
算
適
用

前
欠
損
調
整
額
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
税
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
五
号
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
五
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の

と
さ
れ
た
改
正
法
附
則
第
一
条
第
五
号
に
掲
げ
る
規
定

に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
な
お
効
力
を
有
す
る
旧
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
三
条

第
六
項
に
規
定
す
る
控
除
対
象
個
別
帰
属
調
整
額
」

と
、
「
「
控
除
対
象
通
算
適
用
前
欠
損
調
整
額
」
と
あ
る

の
は
「
「
控
除
対
象
個
別
帰
属
調
整
額
」
と
、
「
係
る
通

算
適
用
前
欠
損
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
係
る
な
お
効
力

を
有
す
る
旧
法
第
五
十
三
条
第
五
項
に
規
定
す
る
連
結

適
用
前
欠
損
金
額
又
は
同
項
に
規
定
す
る
連
結
適
用
前

災
害
損
失
欠
損
金
額
」
と
、
「

初
通
算
事
業
年
度

（
当
該
通
算
適
用
前
欠
損
金
額
が
通
算
承
認
の
効
力
が

生
じ
た
日
の
属
す
る
事
業
年
度
終
了
の
日
後
に
新
た
な

事
業
を
開
始
し
た
場
合
に
お
け
る
法
人
税
法
第
五
十
七

条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
な
い
も
の
と
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
新
た
な
事
業
を
開
始
し

た
日
以
後

初
に
終
了
す
る
事
業
年
度
」
と
あ
る
の
は

「

初
連
結
事
業
年
度
（
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
八
号
）
附
則
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の

と
さ
れ
た
同
法
第
三
条
の
規
定
（
同
法
附
則
第
一
条
第

五
号
ロ
に
掲
げ
る
改
正
規
定
に
限
る
。
）
に
よ
る
改
正

前
の
法
人
税
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
な
お
効
力

を
有
す
る
旧
法
人
税
法
」
と
い
う
。
）
第
十
五
条
の
二

第
一
項
に
規
定
す
る

初
連
結
事
業
年
度
を
い
う
。
」

と
、
「
法
人
税
法
第
五
十
七
条
第
六
項
又
は
第
八
項
」

と
あ
る
の
は
「
な
お
効
力
を
有
す
る
旧
法
人
税
法
第
八

十
一
条
の
九
第
二
項
」
と
、
「
あ
る
こ
と
」
と
あ
る
の

は
「
な
い
こ
と
」
と
、
「
（
法
第
五
十
三
条
第
五
項
」
と

あ
る
の
は
「
（
改
正
法
附
則
第
五
条
第
四
項
に
お
い
て

準
用
す
る
改
正
法
附
則
第
一
条
第
五
号
に
掲
げ
る
規
定

に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
四
年
新
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
三
条
第
五
項
」
と
、

同
条
た
だ
し
書
中
「
法
第
五
十
三
条
第
五
項
」
と
あ
る

の
は
「
改
正
法
附
則
第
五
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
四
年
新
法
第
五
十
三
条
第
五
項
」
と
、
「
控
除
対
象

通
算
適
用
前
欠
損
調
整
額
」
と
あ
る
の
は
「
控
除
対
象

個
別
帰
属
調
整
額
」
と
、
「
事
業
年
度
又
は
」
と
あ
る

の
は
「
事
業
年
度
若
し
く
は
連
結
事
業
年
度
又
は
」

と
、
「
以
後
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
連
結
事
業
年

度
以
後
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４
　
改
正
令
附
則
第
三
条
第
二
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
新

令
第
八
条
の
十
六
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
は
、
同

条
中
「
「
合
併
法
人
等
十
年
前
事
業
年
度
開
始
日
」
と

あ
る
の
は
「
「
合
併
法
人
等
十
年
前
事
業
年
度
等
開
始

日
」
と
、
「
が
被
合
併
法
人
等
の
前
十
年
内
事
業
年
度
」

と
あ
る
の
は
「
が
同
項
に
規
定
す
る
被
合
併
法
人
等

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
被
合
併
法
人
等
」
と
い
う

。
）
の
同
項
に
規
定
す
る
前
十
年
内
事
業
年
度
（
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「
前
十
年
内
事
業
年
度
」
と
い
う
。
）

」
と
、
「
合
併
法
人
等
十
年
前
事
業
年
度
開
始
日
の
」

と
あ
る
の
は
「
合
併
法
人
等
十
年
前
事
業
年
度
等
開
始

日
の
」
と
、
「
前
十
年
内
事
業
年
度
ご
と
」
と
あ
る
の

は
「
同
項
の
適
格
合
併
の
日
前
十
年
以
内
に
開
始
し
、

又
は
同
項
の
残
余
財
産
の
確
定
の
日
の
翌
日
前
十
年
以

内
に
開
始
し
た
事
業
年
度
又
は
連
結
事
業
年
度
ご
と
」

と
、
「
前
日
の
属
す
る
事
業
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
前

日
の
属
す
る
事
業
年
度
又
は
連
結
事
業
年
度
」
と
、

「
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
そ
れ
ぞ
れ

の
事
業
年
度
又
は
連
結
事
業
年
度
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。

５
　
改
正
令
附
則
第
三
条
第
三
十
二
項
の
規
定
に
よ
り
新

令
第
八
条
の
十
五
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
は
、
同

条
中
「
前
十
年
内
事
業
年
度
（
」
と
あ
る
の
は
「
前
十

年
内
連
結
事
業
年
度
（
」
と
、
「
「
前
十
年
内
事
業
年

度
」
と
あ
る
の
は
「
「
前
十
年
内
連
結
事
業
年
度
」
と
、

「
法
第
五
十
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
控
除
対
象
通
算

適
用
前
欠
損
調
整
額
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
税
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
五
号
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第

五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る

も
の
と
さ
れ
た
改
正
法
附
則
第
一
条
第
五
号
に
掲
げ
る

規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
第
五
十
三
条
第
九
項

に
規
定
す
る
控
除
対
象
個
別
帰
属
税
額
」
と
、
「
「
控
除

対
象
通
算
適
用
前
欠
損
調
整
額
」
と
あ
る
の
は
「
「
控

除
対
象
個
別
帰
属
税
額
」
と
、
「
に
係
る
通
算
適
用
前

欠
損
金
額
の
生
じ
た
事
業
年
度
後

初
の

初
通
算
事

業
年
度
（
当
該
通
算
適
用
前
欠
損
金
額
が
通
算
承
認
の

効
力
が
生
じ
た
日
の
属
す
る
事
業
年
度
終
了
の
日
後
に

新
た
な
事
業
を
開
始
し
た
場
合
に
お
け
る
法
人
税
法
第

五
十
七
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
な
い
も
の
と
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
新
た
な
事
業
を

開
始
し
た
日
以
後

初
に
終
了
す
る
事
業
年
度
）
に
つ

い
て
法
人
税
法
第
五
十
七
条
第
六
項
又
は
第
八
項
の
規

定
の
適
用
が
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
た
」

と
あ
る
の
は
「
の
生
じ
た
連
結
事
業
年
度
以
後
に
お
い

て
連
続
し
て
」
と
、
「
（
法
第
五
十
三
条
第
五
項
」
と
あ

る
の
は
「
（
改
正
法
附
則
第
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準

用
す
る
改
正
法
附
則
第
一
条
第
五
号
に
掲
げ
る
規
定
に

よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
四
年
新
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
三
条
第
五
項
」
と
、

「
提
出
し
、
か
つ
、
そ
の
後
に
お
い
て
連
続
し
て
法
人

の
道
府
県
民
税
の
確
定
申
告
書
を
提
出
し
て
」
と
あ
る

の
は
「
提
出
し
て
」
と
、
同
条
た
だ
し
書
中
「
法
第
五

十
三
条
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
改
正
法
附
則
第
五
条

第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
四
年
新
法
第
五
十
三
条
第

五
項
」
と
、
「
控
除
対
象
通
算
適
用
前
欠
損
調
整
額
」

と
あ
る
の
は
「
控
除
対
象
個
別
帰
属
税
額
」
と
、
「
前

十
年
内
事
業
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
前
十
年
内
連
結
事

業
年
度
」
と
、
「
属
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
属
す
る
連

結
事
業
年
度
若
し
く
は
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

６
　
改
正
令
附
則
第
三
条
第
三
十
三
項
の
規
定
に
よ
り
新

令
第
八
条
の
十
六
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
は
、
同

条
中
「
「
合
併
法
人
等
十
年
前
事
業
年
度
開
始
日
」
と

あ
る
の
は
「
「
合
併
法
人
等
十
年
前
連
結
事
業
年
度
等

開
始
日
」
と
、
「
が
被
合
併
法
人
等
の
前
十
年
内
事
業

年
度
」
と
あ
る
の
は
「
が
同
項
に
規
定
す
る
被
合
併
法

人
等
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
被
合
併
法
人
等
」
と

い
う
。
）
の
同
項
に
規
定
す
る
前
十
年
内
連
結
事
業
年

度
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
前
十
年
内
連
結
事
業
年

度
」
と
い
う
。
）
」
と
、
「
合
併
法
人
等
十
年
前
事
業
年

度
開
始
日
の
」
と
あ
る
の
は
「
合
併
法
人
等
十
年
前
連

結
事
業
年
度
等
開
始
日
の
」
と
、
「
前
十
年
内
事
業
年

度
ご
と
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
の
適
格
合
併
の
日
前
十

年
以
内
に
開
始
し
、
又
は
同
項
の
残
余
財
産
の
確
定
の

日
の
翌
日
前
十
年
以
内
に
開
始
し
た
連
結
事
業
年
度
又

は
事
業
年
度
ご
と
」
と
、
「
属
す
る
事
業
年
度
開
始
」

と
あ
る
の
は
「
属
す
る
連
結
事
業
年
度
又
は
事
業
年
度

開
始
」
と
、
「
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
年
度
」
と
あ
る
の
は

「
そ
れ
ぞ
れ
の
連
結
事
業
年
度
又
は
事
業
年
度
」
と
、

「
法
人
の
事
業
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
法
人
の
連
結
事

業
年
度
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

７
　
改
正
令
附
則
第
三
条
第
三
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
新

令
第
八
条
の
二
十
四
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
は
、

同
条
中
「
、
被
合
併
法
人
等
」
と
あ
る
の
は
「
、
同
項

に
規
定
す
る
被
合
併
法
人
等
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
被
合
併
法
人
等
」
と
い
う
。
）
」
と
、
「
前
十
年
内
事

業
年
度
（
」
と
あ
る
の
は
「
前
十
年
内
連
結
事
業
年
度

（
」
と
、
「
「
前
十
年
内
事
業
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
「
前

十
年
内
連
結
事
業
年
度
」
と
、
「
法
第
五
十
三
条
第
二

十
七
項
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
五
号
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
五
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ

た
改
正
法
附
則
第
一
条
第
五
号
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
る

改
正
前
の
地
方
税
法
第
五
十
三
条
第
十
五
項
」
と
、

「
控
除
対
象
還
付
対
象
欠
損
調
整
額
（
」
と
あ
る
の
は

「
控
除
対
象
個
別
帰
属
還
付
税
額
（
」
と
、
「
「
控
除
対

象
還
付
対
象
欠
損
調
整
額
」
と
あ
る
の
は
「
「
控
除
対

象
個
別
帰
属
還
付
税
額
」
と
、
「
に
係
る
還
付
対
象
欠

損
金
額
の
生
じ
た
事
業
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
の
計
算

の
基
礎
と
な
つ
た
連
結
欠
損
金
額
（
所
得
税
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
八
号
）
附
則

第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有

す
る
も
の
と
さ
れ
た
第
三
条
の
規
定
（
同
法
附
則
第
一

条
第
五
号
ロ
に
掲
げ
る
改
正
規
定
に
限
る
。
）
に
よ
る

改
正
前
の
法
人
税
法
第
二
条
第
十
九
号
の
二
に
規
定
す

る
連
結
欠
損
金
額
を
い
う
。
）
に
係
る
連
結
事
業
年
度
」

と
、
「
開
始
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
以
後
に
お
い
て

連
続
し
て
法
人
の
道
府
県
民
税
の
確
定
申
告
書
」
と
あ

る
の
は
「
開
始
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
以
後
に
お
い

て
連
続
し
て
法
人
の
道
府
県
民
税
の
確
定
申
告
書
（
改

正
法
附
則
第
五
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
改
正
法

附
則
第
一
条
第
五
号
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
る
改
正
後
の

地
方
税
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
四
年
新
法
」
と

い
う
。
）
第
五
十
三
条
第
二
十
八
項
に
規
定
す
る
法
人

の
道
府
県
民
税
の
確
定
申
告
書
を
い
う
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
同
条
た
だ
し
書
中
「
法
第
五

十
三
条
第
二
十
八
項
」
と
あ
る
の
は
「
改
正
法
附
則
第

五
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
四
年
新
法
第
五
十
三

条
第
二
十
八
項
」
と
、
「
控
除
対
象
還
付
対
象
欠
損
調

整
額
」
と
あ
る
の
は
「
控
除
対
象
個
別
帰
属
還
付
税

額
」
と
、
「
前
十
年
内
事
業
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
前

十
年
内
連
結
事
業
年
度
」
と
、
「
属
す
る
」
と
あ
る
の
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は
「
属
す
る
連
結
事
業
年
度
若
し
く
は
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。

８
　
改
正
令
附
則
第
三
条
第
三
十
九
項
の
規
定
に
よ
り
新

令
第
九
条
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
は
、
同
条
中

「
「
合
併
法
人
等
十
年
前
事
業
年
度
開
始
日
」
と
あ
る
の

は
「
「
合
併
法
人
等
十
年
前
連
結
事
業
年
度
等
開
始
日
」

と
、
「
が
被
合
併
法
人
等
の
前
十
年
内
事
業
年
度
」
と

あ
る
の
は
「
が
同
項
に
規
定
す
る
被
合
併
法
人
等
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
被
合
併
法
人
等
」
と
い
う
。
）

の
同
項
に
規
定
す
る
前
十
年
内
連
結
事
業
年
度
（
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「
前
十
年
内
連
結
事
業
年
度
」
と
い

う
。
）
」
と
、
「
合
併
法
人
等
十
年
前
事
業
年
度
開
始
日

の
」
と
あ
る
の
は
「
合
併
法
人
等
十
年
前
連
結
事
業
年

度
等
開
始
日
の
」
と
、
「
前
十
年
内
事
業
年
度
ご
と
」

と
あ
る
の
は
「
同
項
の
適
格
合
併
の
日
前
十
年
以
内
に

開
始
し
、
又
は
同
項
の
残
余
財
産
の
確
定
の
日
の
翌
日

前
十
年
以
内
に
開
始
し
た
連
結
事
業
年
度
又
は
事
業
年

度
ご
と
」
と
、
「
属
す
る
事
業
年
度
開
始
」
と
あ
る
の

は
「
属
す
る
連
結
事
業
年
度
又
は
事
業
年
度
開
始
」

と
、
「
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
そ
れ

ぞ
れ
の
連
結
事
業
年
度
又
は
事
業
年
度
」
と
、
「
法
人

の
事
業
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
法
人
の
連
結
事
業
年

度
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

９
　
改
正
令
附
則
第
五
条
第
二
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
新

令
第
八
条
の
十
五
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
は
、
同

条
中
「
法
第
五
十
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
控
除
対
象

通
算
適
用
前
欠
損
調
整
額
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
税
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
五

号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）

附
則
第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力

を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
改
正
法
附
則
第
一
条
第
五
号

に
掲
げ
る
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
（
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
「
な
お
効
力
を
有
す
る
旧
法
」
と
い

う
。
）
第
三
百
二
十
一
条
の
八
第
六
項
に
規
定
す
る
控

除
対
象
個
別
帰
属
調
整
額
」
と
、
「
「
控
除
対
象
通
算
適

用
前
欠
損
調
整
額
」
と
あ
る
の
は
「
「
控
除
対
象
個
別

帰
属
調
整
額
」
と
、
「
係
る
通
算
適
用
前
欠
損
金
額
」

と
あ
る
の
は
「
係
る
な
お
効
力
を
有
す
る
旧
法
第
三
百

二
十
一
条
の
八
第
五
項
に
規
定
す
る
連
結
適
用
前
欠
損

金
額
又
は
同
項
に
規
定
す
る
連
結
適
用
前
災
害
損
失
欠

損
金
額
」
と
、
「

初
通
算
事
業
年
度
（
当
該
通
算
適

用
前
欠
損
金
額
が
通
算
承
認
の
効
力
が
生
じ
た
日
の
属

す
る
事
業
年
度
終
了
の
日
後
に
新
た
な
事
業
を
開
始
し

た
場
合
に
お
け
る
法
人
税
法
第
五
十
七
条
第
八
項
の
規

定
に
よ
り
な
い
も
の
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ

つ
て
は
、
当
該
新
た
な
事
業
を
開
始
し
た
日
以
後

初

に
終
了
す
る
事
業
年
度
」
と
あ
る
の
は
「

初
連
結
事

業
年
度
（
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令

和
二
年
法
律
第
八
号
）
附
則
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法

第
三
条
の
規
定
（
同
法
附
則
第
一
条
第
五
号
ロ
に
掲
げ

る
改
正
規
定
に
限
る
。
）
に
よ
る
改
正
前
の
法
人
税
法

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
な
お
効
力
を
有
す
る
旧
法

人
税
法
」
と
い
う
。
）
第
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定

す
る

初
連
結
事
業
年
度
を
い
う
。
」
と
、
「
法
人
税
法

第
五
十
七
条
第
六
項
又
は
第
八
項
」
と
あ
る
の
は
「
な

お
効
力
を
有
す
る
旧
法
人
税
法
第
八
十
一
条
の
九
第
二

項
」
と
、
「
あ
る
こ
と
」
と
あ
る
の
は
「
な
い
こ
と
」

と
、
「
法
人
の
道
府
県
民
税
の
確
定
申
告
書
（
法
第
五

十
三
条
第
五
項
に
規
定
す
る
法
人
の
道
府
県
民
税
の
確

定
申
告
書
」
と
あ
る
の
は
「
法
人
の
市
町
村
民
税
の
確

定
申
告
書
（
改
正
法
附
則
第
十
三
条
第
四
項
に
お
い
て

準
用
す
る
改
正
法
附
則
第
一
条
第
五
号
に
掲
げ
る
規
定

に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
四
年
新
法
」
と
い
う
。
）
第
三
百
二
十
一
条
の
八
第
五

項
に
規
定
す
る
法
人
の
市
町
村
民
税
の
確
定
申
告
書
」

と
、
「
そ
の
後
に
お
い
て
連
続
し
て
法
人
の
道
府
県
民

税
の
確
定
申
告
書
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
後
に
お
い
て

連
続
し
て
法
人
の
市
町
村
民
税
の
確
定
申
告
書
」
と
、

同
条
た
だ
し
書
中
「
法
第
五
十
三
条
第
五
項
」
と
あ
る

の
は
「
改
正
法
附
則
第
十
三
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
四
年
新
法
第
三
百
二
十
一
条
の
八
第
五
項
」
と
、

「
控
除
対
象
通
算
適
用
前
欠
損
調
整
額
」
と
あ
る
の
は

「
控
除
対
象
個
別
帰
属
調
整
額
」
と
、
「
事
業
年
度
又

は
」
と
あ
る
の
は
「
事
業
年
度
若
し
く
は
連
結
事
業
年

度
又
は
」
と
、
「
以
後
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
連

結
事
業
年
度
以
後
」
と
、
「
法
人
の
道
府
県
民
税
の
確

定
申
告
書
」
と
あ
る
の
は
「
法
人
の
市
町
村
民
税
の
確

定
申
告
書
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

10
　
改
正
令
附
則
第
五
条
第
二
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
新

令
第
八
条
の
十
六
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
は
、
同

条
中
「
「
合
併
法
人
等
十
年
前
事
業
年
度
開
始
日
」
と

あ
る
の
は
「
「
合
併
法
人
等
十
年
前
事
業
年
度
等
開
始

日
」
と
、
「
が
被
合
併
法
人
等
の
前
十
年
内
事
業
年
度
」

と
あ
る
の
は
「
が
同
項
に
規
定
す
る
被
合
併
法
人
等

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
被
合
併
法
人
等
」
と
い
う

。
）
の
同
項
に
規
定
す
る
前
十
年
内
事
業
年
度
（
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「
前
十
年
内
事
業
年
度
」
と
い
う
。
）

」
と
、
「
合
併
法
人
等
十
年
前
事
業
年
度
開
始
日
の
」

と
あ
る
の
は
「
合
併
法
人
等
十
年
前
事
業
年
度
等
開
始

日
の
」
と
、
「
前
十
年
内
事
業
年
度
ご
と
」
と
あ
る
の

は
「
同
項
の
適
格
合
併
の
日
前
十
年
以
内
に
開
始
し
、

又
は
同
項
の
残
余
財
産
の
確
定
の
日
の
翌
日
前
十
年
以

内
に
開
始
し
た
事
業
年
度
又
は
連
結
事
業
年
度
ご
と
」

と
、
「
前
日
の
属
す
る
事
業
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
前

日
の
属
す
る
事
業
年
度
又
は
連
結
事
業
年
度
」
と
、

「
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
そ
れ
ぞ
れ

の
事
業
年
度
又
は
連
結
事
業
年
度
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。

11
　
改
正
令
附
則
第
五
条
第
三
十
二
項
の
規
定
に
よ
り
新

令
第
八
条
の
十
五
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
は
、
同

条
中
「
前
十
年
内
事
業
年
度
（
」
と
あ
る
の
は
「
前
十

年
内
連
結
事
業
年
度
（
」
と
、
「
「
前
十
年
内
事
業
年

度
」
と
あ
る
の
は
「
「
前
十
年
内
連
結
事
業
年
度
」
と
、

「
法
第
五
十
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
控
除
対
象
通
算

適
用
前
欠
損
調
整
額
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
税
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
五
号
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第

十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す

る
も
の
と
さ
れ
た
改
正
法
附
則
第
一
条
第
五
号
に
掲
げ

る
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
第
三
百
二
十
一
条

の
八
第
九
項
に
規
定
す
る
控
除
対
象
個
別
帰
属
税
額
」

と
、
「
「
控
除
対
象
通
算
適
用
前
欠
損
調
整
額
」
と
あ
る

の
は
「
「
控
除
対
象
個
別
帰
属
税
額
」
と
、
「
に
係
る
通

算
適
用
前
欠
損
金
額
の
生
じ
た
事
業
年
度
後

初
の

初
通
算
事
業
年
度
（
当
該
通
算
適
用
前
欠
損
金
額
が
通

算
承
認
の
効
力
が
生
じ
た
日
の
属
す
る
事
業
年
度
終
了

の
日
後
に
新
た
な
事
業
を
開
始
し
た
場
合
に
お
け
る
法

人
税
法
第
五
十
七
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
な
い
も
の

と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
新
た

な
事
業
を
開
始
し
た
日
以
後

初
に
終
了
す
る
事
業
年

度
）
に
つ
い
て
法
人
税
法
第
五
十
七
条
第
六
項
又
は
第

八
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添

付
し
た
法
人
の
道
府
県
民
税
の
確
定
申
告
書
（
法
第
五

十
三
条
第
五
項
に
規
定
す
る
法
人
の
道
府
県
民
税
の
確

定
申
告
書
」
と
あ
る
の
は
「
の
生
じ
た
連
結
事
業
年
度

以
後
に
お
い
て
連
続
し
て
法
人
の
市
町
村
民
税
の
確
定

申
告
書
（
改
正
法
附
則
第
十
三
条
第
五
項
に
お
い
て
準

用
す
る
改
正
法
附
則
第
一
条
第
五
号
に
掲
げ
る
規
定
に

よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
四
年
新
法
」
と
い
う
。
）
第
三
百
二
十
一
条
の
八
第
五

項
に
規
定
す
る
法
人
の
市
町
村
民
税
の
確
定
申
告
書
」

と
、
「
提
出
し
、
か
つ
、
そ
の
後
に
お
い
て
連
続
し
て

法
人
の
道
府
県
民
税
の
確
定
申
告
書
を
提
出
し
て
」
と

あ
る
の
は
「
提
出
し
て
」
と
、
同
条
た
だ
し
書
中
「
法

第
五
十
三
条
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
改
正
法
附
則
第

十
三
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
四
年
新
法
第
三
百

二
十
一
条
の
八
第
五
項
」
と
、
「
控
除
対
象
通
算
適
用

前
欠
損
調
整
額
」
と
あ
る
の
は
「
控
除
対
象
個
別
帰
属

税
額
」
と
、
「
前
十
年
内
事
業
年
度
」
と
あ
る
の
は

「
前
十
年
内
連
結
事
業
年
度
」
と
、
「
属
す
る
」
と
あ
る

の
は
「
属
す
る
連
結
事
業
年
度
若
し
く
は
」
と
、
「
法

人
の
道
府
県
民
税
の
確
定
申
告
書
」
と
あ
る
の
は
「
法

人
の
市
町
村
民
税
の
確
定
申
告
書
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。

12
　
改
正
令
附
則
第
五
条
第
三
十
三
項
の
規
定
に
よ
り
新

令
第
八
条
の
十
六
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
は
、
同

条
中
「
「
合
併
法
人
等
十
年
前
事
業
年
度
開
始
日
」
と

あ
る
の
は
「
「
合
併
法
人
等
十
年
前
連
結
事
業
年
度
等

開
始
日
」
と
、
「
が
被
合
併
法
人
等
の
前
十
年
内
事
業

年
度
」
と
あ
る
の
は
「
が
同
項
に
規
定
す
る
被
合
併
法

人
等
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
被
合
併
法
人
等
」
と

い
う
。
）
の
同
項
に
規
定
す
る
前
十
年
内
連
結
事
業
年

度
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
前
十
年
内
連
結
事
業
年

度
」
と
い
う
。
）
」
と
、
「
合
併
法
人
等
十
年
前
事
業
年

度
開
始
日
の
」
と
あ
る
の
は
「
合
併
法
人
等
十
年
前
連

結
事
業
年
度
等
開
始
日
の
」
と
、
「
前
十
年
内
事
業
年

度
ご
と
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
の
適
格
合
併
の
日
前
十

年
以
内
に
開
始
し
、
又
は
同
項
の
残
余
財
産
の
確
定
の

日
の
翌
日
前
十
年
以
内
に
開
始
し
た
連
結
事
業
年
度
又

は
事
業
年
度
ご
と
」
と
、
「
属
す
る
事
業
年
度
開
始
」

と
あ
る
の
は
「
属
す
る
連
結
事
業
年
度
又
は
事
業
年
度

開
始
」
と
、
「
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
年
度
」
と
あ
る
の
は

「
そ
れ
ぞ
れ
の
連
結
事
業
年
度
又
は
事
業
年
度
」
と
、

「
法
人
の
事
業
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
法
人
の
連
結
事

業
年
度
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

13
　
改
正
令
附
則
第
五
条
第
三
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
新

令
第
八
条
の
二
十
四
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
は
、

同
条
中
「
、
被
合
併
法
人
等
」
と
あ
る
の
は
「
、
同
項

に
規
定
す
る
被
合
併
法
人
等
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
被
合
併
法
人
等
」
と
い
う
。
）
」
と
、
「
前
十
年
内
事

業
年
度
（
」
と
あ
る
の
は
「
前
十
年
内
連
結
事
業
年
度

（
」
と
、
「
「
前
十
年
内
事
業
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
「
前

十
年
内
連
結
事
業
年
度
」
と
、
「
法
第
五
十
三
条
第
二

十
七
項
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
五
号
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
三
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ

れ
た
改
正
法
附
則
第
一
条
第
五
号
に
掲
げ
る
規
定
に
よ

る
改
正
前
の
地
方
税
法
第
三
百
二
十
一
条
の
八
第
十
五

項
」
と
、
「
控
除
対
象
還
付
対
象
欠
損
調
整
額
（
」
と

あ
る
の
は
「
控
除
対
象
個
別
帰
属
還
付
税
額
（
」
と
、

「
「
控
除
対
象
還
付
対
象
欠
損
調
整
額
」
と
あ
る
の
は

「
「
控
除
対
象
個
別
帰
属
還
付
税
額
」
と
、
「
に
係
る
還

付
対
象
欠
損
金
額
の
生
じ
た
事
業
年
度
」
と
あ
る
の
は

「
の
計
算
の
基
礎
と
な
つ
た
連
結
欠
損
金
額
（
所
得
税

法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
八

号
）
附
則
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
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効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
第
三
条
の
規
定
（
同
法

附
則
第
一
条
第
五
号
ロ
に
掲
げ
る
改
正
規
定
に
限
る
。
）

に
よ
る
改
正
前
の
法
人
税
法
第
二
条
第
十
九
号
の
二
に

規
定
す
る
連
結
欠
損
金
額
を
い
う
。
）
に
係
る
連
結
事

業
年
度
」
と
、
「
開
始
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
以
後

に
お
い
て
連
続
し
て
法
人
の
道
府
県
民
税
の
確
定
申
告

書
」
と
あ
る
の
は
「
開
始
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
以

後
に
お
い
て
連
続
し
て
法
人
の
市
町
村
民
税
の
確
定
申

告
書
（
改
正
法
附
則
第
十
三
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用

す
る
改
正
法
附
則
第
一
条
第
五
号
に
掲
げ
る
規
定
に
よ

る
改
正
後
の
地
方
税
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
四

年
新
法
」
と
い
う
。
）
第
三
百
二
十
一
条
の
八
第
二
十

八
項
に
規
定
す
る
法
人
の
市
町
村
民
税
の
確
定
申
告
書

を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
同
条

た
だ
し
書
中
「
法
第
五
十
三
条
第
二
十
八
項
」
と
あ
る

の
は
「
改
正
法
附
則
第
十
三
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用

す
る
四
年
新
法
第
三
百
二
十
一
条
の
八
第
二
十
八
項
」

と
、
「
控
除
対
象
還
付
対
象
欠
損
調
整
額
」
と
あ
る
の

は
「
控
除
対
象
個
別
帰
属
還
付
税
額
」
と
、
「
前
十
年

内
事
業
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
前
十
年
内
連
結
事
業
年

度
」
と
、
「
属
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
属
す
る
連
結
事

業
年
度
若
し
く
は
」
と
、
「
法
人
の
道
府
県
民
税
の
確

定
申
告
書
」
と
あ
る
の
は
「
法
人
の
市
町
村
民
税
の
確

定
申
告
書
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

14
　
改
正
令
附
則
第
五
条
第
三
十
九
項
の
規
定
に
よ
り
新

令
第
九
条
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
は
、
同
条
中

「
「
合
併
法
人
等
十
年
前
事
業
年
度
開
始
日
」
と
あ
る
の

は
「
「
合
併
法
人
等
十
年
前
連
結
事
業
年
度
等
開
始
日
」

と
、
「
が
被
合
併
法
人
等
の
前
十
年
内
事
業
年
度
」
と

あ
る
の
は
「
が
同
項
に
規
定
す
る
被
合
併
法
人
等
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
被
合
併
法
人
等
」
と
い
う
。
）

の
同
項
に
規
定
す
る
前
十
年
内
連
結
事
業
年
度
（
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「
前
十
年
内
連
結
事
業
年
度
」
と
い

う
。
）
」
と
、
「
合
併
法
人
等
十
年
前
事
業
年
度
開
始
日

の
」
と
あ
る
の
は
「
合
併
法
人
等
十
年
前
連
結
事
業
年

度
等
開
始
日
の
」
と
、
「
前
十
年
内
事
業
年
度
ご
と
」

と
あ
る
の
は
「
同
項
の
適
格
合
併
の
日
前
十
年
以
内
に

開
始
し
、
又
は
同
項
の
残
余
財
産
の
確
定
の
日
の
翌
日

前
十
年
以
内
に
開
始
し
た
連
結
事
業
年
度
又
は
事
業
年

度
ご
と
」
と
、
「
属
す
る
事
業
年
度
開
始
」
と
あ
る
の

は
「
属
す
る
連
結
事
業
年
度
又
は
事
業
年
度
開
始
」

と
、
「
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
そ
れ

ぞ
れ
の
連
結
事
業
年
度
又
は
事
業
年
度
」
と
、
「
法
人

の
事
業
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
法
人
の
連
結
事
業
年

度
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
事
業
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
新
規
則
の
規
定
中
法
人
の
事
業
税
に
関
す
る
部

分
（
様
式
に
関
す
る
部
分
を
除
く
。
）
は
、
施
行
日
以

後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
（
連
結
子
法
人
の
連
結
親
法

人
事
業
年
度
が
施
行
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
を
除

く
。
）
に
係
る
法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

２
　
施
行
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
（
連
結
子
法
人
の

連
結
親
法
人
事
業
年
度
が
施
行
日
前
に
開
始
し
た
事
業

年
度
を
含
む
。
）
に
係
る
法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
は
、

旧
規
則
の
規
定
中
法
人
の
事
業
税
に
関
す
る
部
分
（
様

式
に
関
す
る
部
分
を
除
く
。
）
は
、
な
お
そ
の
効
力
を

有
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
〇
月
一
日
総
務
省
令
第

九
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
二
月
二
日
総
務
省
令
第
七

号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
三
月
三
一
日
総
務
省
令
第

三
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該

各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
第
二
条
の
三
第
二

項
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
令
第
二
条
の
五

第
二
項
及
び
第
二
十
五
条
の
改
正
規
定
、
同
令
第
二

十
六
条
の
改
正
規
定
（
同
条
第
一
項
第
一
号
ロ

（
１
）
中
「
記
名
押
印
」
を
「
そ
の
氏
名
」
に
改
め

る
部
分
及
び
同
号
ロ
（
２
）
の
改
正
規
定
を
除
く
。
）

並
び
に
同
令
第
二
十
七
条
か
ら
第
三
十
条
ま
で
の
改

正
規
定
並
び
に
同
令
附
則
第
三
条
の
二
の
二
第
一
項

及
び
第
五
項
の
改
正
規
定
並
び
に
同
令
第
五
号
の
十

四
様
式
備
考
、
第
五
号
の
十
四
の
二
様
式
備
考
及
び

第
十
七
号
の
二
様
式
別
表
の
改
正
規
定
並
び
に
次
条

及
び
附
則
第
九
条
の
規
定
　
令
和
四
年
一
月
一
日

二
　
略

三
　
第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
二
条
の
九

の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
　
令
和
四
年
四
月

一
日

四
　
第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
第
三
十
一
条
の
二

の
二
の
改
正
規
定
　
令
和
五
年
一
月
一
日

五
　
第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
三
十
条
第

二
項
第
二
号
の
改
正
規
定
、
同
条
第
四
項
第
一
号
の

改
正
規
定
（
「
家
屋
及
び
構
築
物
」
を
「
特
例
対
象

資
産
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
項
を
同
条
第

八
項
と
す
る
改
正
規
定
、
同
条
第
三
項
の
改
正
規
定

及
び
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次

に
四
項
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
第
四
条
中
地
方

自
治
法
施
行
規
則
附
則
第
四
条
の
改
正
規
定
並
び
に

附
則
第
六
条
第
四
項
の
規
定
　
産
業
競
争
力
強
化
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
令
和
三
年
法
律

第
　
　
　
号
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定

の
施
行
の
日

六
　
第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
六
条
第
三

十
一
項
を
同
条
第
二
十
九
項
と
し
、
同
項
の
次
に
一

項
を
加
え
る
改
正
規
定
（
第
三
十
項
に
係
る
部
分
に

限
る
。
）
　
海
事
産
業
の
基
盤
強
化
の
た
め
の
海
上
運

送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律

第
　
　
　
号
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定

の
施
行
の
日

七
　
第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
六
条
に
四

項
を
加
え
る
改
正
規
定
（
第
八
十
六
項
及
び
第
八
十

七
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
　
特
定
都
市
河
川
浸
水

被
害
対
策
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三

年
法
律
第
　
　
　
号
）
の
施
行
の
日

（
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施

行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
三

第
二
項
（
第
十
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、

令
和
四
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及

び
市
町
村
民
税
に
係
る
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法

律
第
二
百
二
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四

十
五
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
百
十
七
条
の
二
第
一
項

に
規
定
す
る
申
告
書
を
提
出
す
る
場
合
（
法
第
四
十
五

条
の
三
第
一
項
及
び
第
三
百
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
に
限

る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
適
用

し
、
令
和
三
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び

市
町
村
民
税
に
係
る
法
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
及
び

第
三
百
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
申
告
書
を
提

出
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
規
則
第
五
号
の
十
四
様
式
及
び
第
五
号
の
十
四
の

二
様
式
は
、
令
和
四
年
一
月
一
日
以
後
に
支
払
う
べ
き

法
第
五
十
条
の
二
及
び
第
三
百
二
十
八
条
に
規
定
す
る

退
職
手
当
等
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
退
職
手
当

等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
法
第
五
十
条
の
九
及
び
第

三
百
二
十
八
条
の
十
四
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
、
又
は

交
付
す
る
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
特
別
徴
収
票
に

つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
支
払
う
べ
き
退
職
手
当
等

に
つ
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
、
又
は
交
付

し
た
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
特
別
徴
収
票
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
新
規
則
第
十
七
号
の
二
様
式
別
表
は
、
令
和
四
年
一

月
一
日
以
後
に
法
第
三
百
十
七
条
の
六
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
提
出
す
る
同
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
支
払

報
告
書
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
同
項
の
規
定
に

よ
り
提
出
し
た
同
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
支
払
報

告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
地
方
消
費
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の

日
か
ら
同
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
の
前

日
ま
で
の
間
に
お
け
る
新
規
則
附
則
第
三
条
の
二
の
二

第
五
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
第
六

条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
六
条
」
と
す
る
。

（
軽
油
引
取
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
新
規
則
附
則
第
四
条
の
七
第
七
項
の
規
定
は
、

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）

以
後
の
軽
油
の
引
取
り
に
対
し
て
課
す
べ
き
軽
油
引
取

税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
軽
油
の
引
取
り
に

対
し
て
課
す
る
軽
油
引
取
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

（
自
動
車
税
に
係
る
経
過
措
置
）

第
五
条
　
新
規
則
第
十
六
号
の
四
十
三
様
式
は
、
施
行
日

以
後
に
取
得
さ
れ
る
自
動
車
に
対
し
て
課
す
べ
き
自
動

車
税
の
環
境
性
能
割
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に

取
得
さ
れ
た
自
動
車
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
税
の
環

境
性
能
割
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
固
定
資
産
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条
　
新
規
則
第
十
条
の
二
の
十
五
の
規
定
は
、
令
和

三
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用

し
、
令
和
二
年
度
分
ま
で
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
二
十
七
項
の
規
定
は
、
施
行

日
以
後
に
同
項
に
規
定
す
る
政
府
の
補
助
を
受
け
て
取

得
さ
れ
る
設
備
に
対
し
て
課
す
べ
き
固
定
資
産
税
に
つ

い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
前
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
次
項
及
び
附
則
第
九
条

第
一
項
に
お
い
て
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
附
則
第
六

条
第
二
十
九
項
に
規
定
す
る
政
府
の
補
助
を
受
け
て
取

得
さ
れ
た
設
備
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
三
十
五
項
の
規
定
は
、
施
行

日
以
後
に
取
得
さ
れ
る
同
項
に
規
定
す
る
車
両
に
対
し

て
課
す
べ
き
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日

前
に
取
得
さ
れ
た
旧
規
則
附
則
第
六
条
第
三
十
六
項
に

規
定
す
る
車
両
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４
　
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
附
則
第
一
条
第
五
号
に
掲

げ
る
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
取
得
（
地

方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律

第
七
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
法
附
則
第

六
十
四
条
に
規
定
す
る
取
得
を
い
う
。
）
を
さ
れ
た
新

規
則
附
則
第
三
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
家
屋
に
対
す
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る
同
項
第
二
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中

「
中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
十

八
号
）
第
二
条
第
十
四
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
生
産
性

向
上
特
別
措
置
法
（
平
成
三
十
年
法
律
第
二
十
五
号
）
」

と
す
る
。

（
軽
自
動
車
税
に
係
る
経
過
措
置
）

第
七
条
　
新
規
則
第
三
十
三
号
の
四
様
式
は
、
施
行
日
以

後
に
取
得
さ
れ
る
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
し
て
課

す
べ
き
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
つ
い
て
適
用

し
、
施
行
日
前
に
取
得
さ
れ
た
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車

に
対
し
て
課
す
る
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
特
定
書
面
等
地
方
税
関
係
申
告
等
に
係
る
経
過
措
置
）

第
八
条
　
新
規
則
第
二
十
四
条
の
三
十
九
第
一
項
（
第
一

号
の
四
、
第
四
号
、
第
七
号
の
二
、
第
七
号
の
三
及
び

第
十
一
号
の
二
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、

施
行
日
以
後
に
行
わ
れ
る
法
第
七
百
四
十
七
条
の
二
第

二
項
の
特
定
書
面
等
地
方
税
関
係
申
告
等
に
つ
い
て
適

用
す
る
。

（
電
子
計
算
機
を
使
用
し
て
作
成
す
る
地
方
税
関
係
帳

簿
等
の
保
存
方
法
等
の
特
例
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
九
条
　
新
規
則
第
二
十
五
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
旧
規
則
第
二
十
五
条
第
二
号
に
規
定
す
る

承
認
を
受
け
て
い
る
同
号
に
規
定
す
る
関
連
地
方
税
関

係
帳
簿
に
係
る
電
磁
的
記
録
又
は
電
子
計
算
機
出
力
マ

イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
の
記
録
事
項
は
、
新
規
則
第
二
十
五

条
第
二
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
関
連
地
方
税
関
係
帳

簿
の
記
録
事
項
と
み
な
す
。

２
　
新
規
則
第
二
十
五
条
第
五
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和

三
年
法
律
第
七
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の

法
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
第

七
百
四
十
八
条
又
は
第
七
百
四
十
九
条
第
一
項
若
し
く

は
第
二
項
の
承
認
を
受
け
て
い
る
旧
法
第
七
百
四
十
八

条
に
規
定
す
る
地
方
税
関
係
帳
簿
に
係
る
電
磁
的
記
録

又
は
電
子
計
算
機
出
力
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
の
記
録
事

項
は
、
新
規
則
第
二
十
五
条
第
五
項
第
四
号
に
規
定
す

る
地
方
税
関
係
帳
簿
の
記
録
事
項
と
み
な
す
。

３
　
新
規
則
第
二
十
五
条
第
七
項
及
び
第
八
項
の
規
定

は
、
令
和
四
年
一
月
一
日
以
後
に
提
出
す
る
同
条
第
七

項
に
規
定
す
る
適
用
届
出
書
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る

過
去
分
書
類
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
三
月
三
一
日
総
務
省
令
第

三
五
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
三
十
条
を
削
る
改
正
規
定

は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
令
和
五
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及

び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
の
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前

の
地
方
税
法
施
行
規
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

同
項
に
規
定
す
る
通
知
事
項
の
提
供
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則

（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
三
第
二
項

（
第
八
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
令
和
六

年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町

村
民
税
に
係
る
地
方
税
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
百
十
七
条
の
二
第

一
項
に
規
定
す
る
申
告
書
を
提
出
す
る
場
合
（
法
第
四

十
五
条
の
三
第
一
項
及
び
第
三
百
十
七
条
の
三
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合

に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て

適
用
し
、
令
和
五
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
道
府
県
民
税

及
び
市
町
村
民
税
に
係
る
法
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項

及
び
第
三
百
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
申
告
書

を
提
出
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

３
　
新
規
則
第
二
条
の
三
の
二
第
三
項
（
同
条
第
四
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
条
の
三

の
三
第
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規

定
は
、
令
和
六
年
一
月
一
日
以
後
に
支
払
を
受
け
る
べ

き
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
二

十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
与
等
（
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
給
与
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
法
第
四
十

五
条
の
三
の
二
第
一
項
及
び
第
三
百
十
七
条
の
三
の
二

第
一
項
に
規
定
す
る
申
告
書
又
は
法
第
四
十
五
条
の
三

の
二
第
二
項
及
び
第
三
百
十
七
条
の
三
の
二
第
二
項
に

規
定
す
る
申
告
書
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
給
与
所

得
者
の
扶
養
親
族
申
告
書
等
」
と
い
う
。
）
を
提
出
す

る
場
合
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
支
払
を
受
け
る

べ
き
給
与
等
に
つ
い
て
給
与
所
得
者
の
扶
養
親
族
申
告

書
等
を
提
出
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

４
　
新
規
則
第
二
条
の
三
の
五
第
三
項
及
び
第
二
条
の
三

の
六
第
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規

定
は
、
令
和
六
年
一
月
一
日
以
後
に
支
払
を
受
け
る
べ

き
所
得
税
法
第
二
百
三
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
公

的
年
金
等
（
同
法
第
二
百
三
条
の
七
の
規
定
の
適
用
を

受
け
る
場
合
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
公
的

年
金
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
法
第
四
十
五
条
の
三

の
三
第
一
項
及
び
第
三
百
十
七
条
の
三
の
三
第
一
項
に

規
定
す
る
申
告
書
を
提
出
す
る
場
合
に
つ
い
て
適
用

し
、
同
日
前
に
支
払
を
受
け
る
べ
き
公
的
年
金
等
に
つ

い
て
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
申
告
書
を
提
出
し
た

場
合
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
七
月
一
九
日
総
務
省
令
第

七
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
第
六
号
様
式
別
表
九
記
載
要
領
の
改
正
規
定
及
び

同
表
の
次
に
一
表
を
加
え
る
改
正
規
定
は
、
産
業
競
争

力
強
化
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
令
和
三

年
法
律
第
七
十
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
八
月
二
日
総
務
省
令
第
七

三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
九
月
三
〇
日
総
務
省
令
第

九
七
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
法
人
の
道
府
県
民
税
、
市
町
村
民
税
及
び
都
民
税
に

関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
こ
の
省
令

に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
以
下
こ
の
条

及
び
次
条
に
お
い
て
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定

中
法
人
の
道
府
県
民
税
、
市
町
村
民
税
及
び
都
民
税
に

関
す
る
部
分
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
以
下
こ
の

条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後

に
終
了
す
る
事
業
年
度
分
の
法
人
の
道
府
県
民
税
、
市

町
村
民
税
及
び
都
民
税
並
び
に
施
行
日
以
後
に
終
了
す

る
連
結
事
業
年
度
（
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
八
号
）
第
三
条
の
規
定
（
同

法
附
則
第
一
条
第
五
号
ロ
に
掲
げ
る
改
正
規
定
に
限

る
。
）
に
よ
る
改
正
前
の
法
人
税
法
（
昭
和
四
十
年
法

律
第
三
十
四
号
。
次
項
に
お
い
て
「
四
年
旧
法
人
税

法
」
と
い
う
。
）
第
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る

連
結
事
業
年
度
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
分
の
法
人
の
道
府
県
民
税
、
市
町
村
民
税
及
び

都
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
終
了
し
た
事

業
年
度
分
の
法
人
の
道
府
県
民
税
、
市
町
村
民
税
及
び

都
民
税
並
び
に
施
行
日
前
に
終
了
し
た
連
結
事
業
年
度

分
の
法
人
の
道
府
県
民
税
、
市
町
村
民
税
及
び
都
民
税

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
規
則
第
三
条
第
一
項
、
第
十
条
第
一
項
及
び
第
十

条
の
二
第
一
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
開
始
す
る

事
業
年
度
（
四
年
旧
法
人
税
法
第
二
条
第
十
二
号
の
七

に
規
定
す
る
連
結
子
法
人
の
連
結
親
法
人
事
業
年
度

（
四
年
旧
法
人
税
法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す

る
連
結
親
法
人
事
業
年
度
を
い
う
。
）
が
施
行
日
前
に

開
始
し
た
事
業
年
度
を
除
く
。
）
分
の
法
人
の
道
府
県

民
税
、
市
町
村
民
税
及
び
都
民
税
に
つ
い
て
適
用
す

る
。

３
　
新
規
則
第
十
三
号
の
二
様
式
及
び
第
十
四
号
様
式

は
、
法
人
が
施
行
日
以
後
に
提
出
す
る
新
規
則
第
三
条

第
一
項
（
八
）
の
届
出
書
に
つ
い
て
適
用
し
、
法
人
が

施
行
日
前
に
提
出
し
た
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
地

方
税
法
施
行
規
則
（
次
条
第
二
項
に
お
い
て
「
旧
規

則
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
（
八
）
の
届
出
書
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
法
人
の
事
業
税
及
び
特
別
法
人
事
業
税
に
関
す
る
経

過
措
置
）

第
三
条
　
次
項
に
定
め
る
も
の
を
除
き
、
新
規
則
の
規
定

中
法
人
の
事
業
税
及
び
こ
れ
と
併
せ
て
賦
課
さ
れ
、
又

は
申
告
さ
れ
る
特
別
法
人
事
業
税
に
関
す
る
部
分
は
、

施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
法
人
の
事

業
税
及
び
こ
れ
と
併
せ
て
賦
課
さ
れ
、
又
は
申
告
さ
れ

る
特
別
法
人
事
業
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に

終
了
し
た
事
業
年
度
に
係
る
法
人
の
事
業
税
及
び
こ
れ

と
併
せ
て
賦
課
さ
れ
、
又
は
申
告
さ
れ
る
特
別
法
人
事

業
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
規
則
第
十
三
号
様
式
、
第
十
三
号
の
二
様
式
及
び

第
十
四
号
様
式
は
、
法
人
が
施
行
日
以
後
に
提
出
す
る

新
規
則
第
四
条
の
四
（
一
）
及
び
（
二
）
の
申
請
書
並

び
に
同
条
（
三
）
の
届
出
書
に
つ
い
て
適
用
し
、
法
人

が
施
行
日
前
に
提
出
し
た
旧
規
則
第
四
条
の
四
（
一
）

及
び
（
二
）
の
申
請
書
並
び
に
同
条
（
三
）
の
届
出
書

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
一
二
月
一
五
日
総
務
省
令

第
一
〇
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
一
月
一
四
日
総
務
省
令
第

一
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た

だ
し
、
第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
四
条
の

九
の
二
の
改
正
規
定
並
び
に
第
二
条
及
び
第
三
条
の
規

定
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条
　
国
勢
調
査
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
九
十
八

号
）
に
よ
っ
て
調
査
し
た
令
和
二
年
十
月
一
日
現
在
に

お
け
る
人
口
の
確
定
数
が
官
報
で
公
示
さ
れ
た
日
の
前

日
ま
で
に
あ
っ
た
都
道
府
県
の
境
界
変
更
に
対
す
る
第

一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則

（
以
下
「
新
地
方
税
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
七
条

の
二
の
九
及
び
第
七
条
の
二
の
十
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
新
地
方
税
法
施
行
規
則
第
七
条
の
二
の
九
第
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一
号
中
「
令
和
二
年
十
月
一
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
平

成
二
十
七
年
十
月
一
日
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
二
月
一
八
日
総
務
省
令
第

五
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
二
月
二
十
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
三
月
三
一
日
総
務
省
令
第

二
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該

各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
三
条
及
び
第
六
条
の
規
定
　
公
布
の
日

二
　
第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
第
二
条
の
二
第
四

項
の
改
正
規
定
（
同
項
た
だ
し
書
中
「
第
百
九
十
五

条
第
四
項
」
の
下
に
「
第
百
九
十
五
条
の
二
第
二

項
」
を
加
え
る
部
分
を
除
く
。
）
、
同
条
第
五
項
た
だ

し
書
の
改
正
規
定
、
同
令
第
二
条
の
三
の
改
正
規
定

（
同
条
第
四
項
の
改
正
規
定
（
「
前
項
第
九
号
」
を

「
第
二
項
第
九
号
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び

第
四
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
、
同
令
第
二

条
の
三
の
二
の
改
正
規
定
（
同
条
第
一
項
中
「
第
二

条
の
三
の
四
第
一
号
」
を
「
第
二
条
の
三
の
四
第
一

項
第
一
号
」
に
改
め
る
部
分
及
び
同
条
第
四
項
中

「
第
二
条
の
三
の
四
第
二
号
」
を
「
第
二
条
の
三
の

四
第
一
項
第
二
号
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
及

び
同
令
第
二
条
の
三
の
三
か
ら
第
二
条
の
三
の
七
ま

で
の
規
定
の
改
正
規
定
（
同
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定

を
除
く
。
）
並
び
に
同
令
附
則
第
三
条
の
二
の
二
の

改
正
規
定
並
び
に
同
令
第
十
七
号
様
式
別
表
記
載
要

領
の
改
正
規
定
（
同
表
記
載
要
領
９
（
ロ
）
及
び

（
ハ
）
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
及
び
第
十
七
号
の
二

様
式
別
表
記
載
要
領
の
改
正
規
定
並
び
に
次
条
第
一

項
、
第
三
項
、
第
四
項
、
第
六
項
及
び
第
七
項
の
規

定
　
令
和
五
年
一
月
一
日

三
　
第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
第
二
条
の
六
、
第

三
条
第
三
項
、
第
五
条
第
三
項
、
第
十
条
第
十
項
、

第
十
条
の
二
第
三
項
及
び
第
二
十
四
条
の
四
十
一
か

ら
第
二
十
四
条
の
四
十
五
ま
で
の
改
正
規
定
、
同
条

の
次
に
九
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
令
第
三
十
一

条
の
五
及
び
第
三
十
一
条
の
六
の
改
正
規
定
並
び
に

同
令
第
三
十
三
条
の
次
に
四
条
を
加
え
る
改
正
規
定

並
び
に
同
令
附
則
第
三
条
の
二
の
十
七
第
一
項
の
改

正
規
定
及
び
同
令
附
則
第
三
条
の
二
の
二
十
第
一
項

の
改
正
規
定
（
「
附
則
第
七
条
第
二
十
三
項
」
を

「
附
則
第
七
条
第
二
十
二
項
」
に
改
め
る
部
分
を
除

く
。
）
　
令
和
五
年
四
月
一
日

四
　
第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
第
一
条
の
十
二
の

二
第
二
項
、
第
一
条
の
十
二
の
三
第
二
項
及
び
第
二

条
の
三
第
一
項
の
改
正
規
定
、
同
条
第
二
項
の
改
正

規
定
（
「
附
記
し
」
を
「
付
記
し
」
に
改
め
る
部
分

及
び
同
項
第
十
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
令
第

二
条
の
三
の
三
第
十
項
た
だ
し
書
及
び
第
二
条
の
三

の
六
第
九
項
た
だ
し
書
の
改
正
規
定
（
「
第
二
条
の

二
第
五
項
」
を
「
第
二
条
の
二
第
六
項
」
に
改
め
る

部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
同
条
第
十
項
の
改
正
規
定

（
「
第
二
条
の
二
第
六
項
第
二
号
」
を
「
第
二
条
の
二

第
七
項
第
二
号
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び

に
同
令
附
則
第
十
七
条
第
一
項
及
び
第
十
九
条
の
改

正
規
定
並
び
に
同
令
第
五
十
六
号
様
式
及
び
第
五
十

七
号
様
式
の
改
正
規
定
並
び
に
次
条
第
二
項
の
規

定
　
令
和
六
年
一
月
一
日

五
　
第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
四
条
の
改

正
規
定
及
び
附
則
第
三
条
の
規
定
　
農
業
経
営
基
盤

強
化
促
進
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四

年
法
律
第
　
　
　
号
）
の
施
行
の
日

（
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施

行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
三

第
二
項
（
第
七
号
の
二
及
び
第
七
号
の
三
に
係
る
部
分

に
限
る
。
）
、
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
令
和
五

年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町

村
民
税
に
係
る
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二

百
二
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
五
条

の
二
第
一
項
及
び
第
三
百
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定

す
る
申
告
書
（
法
第
四
十
五
条
の
三
第
一
項
及
び
第
三

百
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
も

の
と
み
な
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
及
び
次

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
提
出
す
る
場
合
に
つ
い
て
適

用
し
、
令
和
四
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及

び
市
町
村
民
税
に
係
る
法
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
及

び
第
三
百
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
申
告
書
を

提
出
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

２
　
令
和
五
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市

町
村
民
税
に
係
る
法
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
及
び
第

三
百
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
申
告
書
を
提
出

し
た
場
合
に
お
け
る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の

地
方
税
法
施
行
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）

第
二
条
の
三
第
二
項
第
十
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
前
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
次
項
に

お
い
て
「
二
号
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
同
条
第
四

号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
次
項
に
お
い
て
「
四

号
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る

新
規
則
第
二
条
の
三
の
三
第
十
一
項
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
同
項
中
「
係
る
扶
養
控
除
額
」
と
あ
る
の

は
「
係
る
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令

和
二
年
法
律
第
五
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後

の
地
方
税
法
第
三
十
四
条
第
一
項
第
十
一
号
及
び
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
控
除
す
べ
き
金
額
（
第
二
号
及
び
第

三
号
に
お
い
て
「
扶
養
控
除
額
」
と
い
う
。
）
」
と
、

「
第
二
条
の
二
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
条
の
二

第
四
項
」
と
、
同
項
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
が
法
」

と
あ
る
の
は
「
が
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
令
和
二
年
法
律
第
五
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
後
の
地
方
税
法
」
と
す
る
。

４
　
二
号
施
行
日
か
ら
四
号
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
間
に

お
け
る
新
規
則
第
二
条
の
三
の
六
第
十
項
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
係
る
扶
養
控
除
額
」
と
あ

る
の
は
「
係
る
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
令
和
二
年
法
律
第
五
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
後
の
地
方
税
法
第
三
十
四
条
第
一
項
第
十
一
号
及
び

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
控
除
す
べ
き
金
額
（
第
二
号
及

び
第
三
号
に
お
い
て
「
扶
養
控
除
額
」
と
い
う
。
）
」

と
、
「
第
二
条
の
二
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
条

の
二
第
四
項
」
と
、
同
項
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
が

法
」
と
あ
る
の
は
「
が
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
五
号
）
第
二
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
」
と
す
る
。

５
　
新
規
則
第
五
号
の
九
様
式
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の

日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
提
出
さ
れ

る
法
第
五
十
条
の
七
第
一
項
及
び
第
三
百
二
十
八
条
の

七
第
一
項
に
規
定
す
る
申
告
書
に
つ
い
て
適
用
し
、
施

行
日
前
に
提
出
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
申

告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

６
　
前
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方

税
法
施
行
規
則
（
次
項
に
お
い
て
「
二
号
新
規
則
」
と

い
う
。
）
第
十
七
号
様
式
別
表
は
、
令
和
六
年
度
以
後

の
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に

つ
い
て
適
用
し
、
令
和
五
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
道
府

県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

７
　
二
号
新
規
則
第
十
七
号
の
二
様
式
別
表
は
、
令
和
六

年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町

村
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
令
和
五
年
度
分
ま
で
の
個

人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
附
則
第
一
条
第
五
号
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
る
改

正
前
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
五
号
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
附
則
第
四
条
第
四
項
の
規

定
は
、
農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
　
　
　
号
）
附
則
第
五

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も

の
と
さ
れ
る
同
項
に
規
定
す
る
農
用
地
利
用
集
積
計
画

に
基
づ
く
五
号
旧
規
則
附
則
第
四
条
第
四
項
第
一
号
に

規
定
す
る
賃
借
権
等
が
消
滅
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
、

な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同

号
中
「
同
条
第
八
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
農
業
経
営
基

盤
強
化
促
進
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四

年
法
律
第
　
　
　
号
）
附
則
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
同
項
」

と
す
る
。

（
固
定
資
産
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
十
一
項
の
規
定
は
、
施

行
日
以
後
に
取
得
さ
れ
る
同
項
に
規
定
す
る
機
械
設
備

に
対
し
て
課
す
べ
き
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、

施
行
日
前
に
取
得
さ
れ
た
旧
規
則
附
則
第
六
条
第
九
項

に
規
定
す
る
機
械
設
備
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
十
二
項
の
規
定
は
、
施
行
日

以
後
に
取
得
さ
れ
る
同
項
に
規
定
す
る
汚
水
又
は
廃
液

の
処
理
施
設
に
対
し
て
課
す
べ
き
固
定
資
産
税
に
つ
い

て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
取
得
さ
れ
た
旧
規
則
附
則
第

六
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
汚
水
又
は
廃
液
の
処
理
施

設
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
十
三
項
の
規
定
は
、
施
行
日

以
後
に
取
得
さ
れ
る
同
項
に
規
定
す
る
ご
み
処
理
施
設

に
対
し
て
課
す
べ
き
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、

施
行
日
前
に
取
得
さ
れ
た
旧
規
則
附
則
第
六
条
第
十
四

項
に
規
定
す
る
ご
み
処
理
施
設
に
対
し
て
課
す
る
固
定

資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
十
四
項
の
規
定
は
、
施
行
日

以
後
に
取
得
さ
れ
る
同
項
に
規
定
す
る
一
般
廃
棄
物
の

終
処
分
場
に
対
し
て
課
す
べ
き
固
定
資
産
税
に
つ
い

て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
取
得
さ
れ
た
旧
規
則
附
則
第

六
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
一
般
廃
棄
物
の

終
処
分

場
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

５
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
二
十
四
項
の
規
定
は
、
施
行

日
以
後
に
取
得
さ
れ
る
同
項
に
規
定
す
る
車
両
に
対
し

て
課
す
べ
き
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日

前
に
取
得
さ
れ
た
旧
規
則
附
則
第
六
条
第
二
十
五
項
に

規
定
す
る
車
両
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

６
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
四
十
一
項
の
規
定
は
、
施
行

日
以
後
に
取
得
さ
れ
る
同
項
に
規
定
す
る
機
械
そ
の
他
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の
設
備
に
対
し
て
課
す
べ
き
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適

用
し
、
施
行
日
前
に
取
得
さ
れ
た
旧
規
則
附
則
第
六
条

第
四
十
四
項
に
規
定
す
る
機
械
そ
の
他
の
設
備
に
対
し

て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

７
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
七
十
五
項
の
規
定
は
、
施
行

日
以
後
に
整
備
さ
れ
る
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
償
却

資
産
に
対
し
て
課
す
べ
き
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用

し
、
施
行
日
前
に
整
備
さ
れ
た
旧
規
則
附
則
第
六
条
第

八
十
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
償
却
資
産
に
対
し
て
課

す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

（
電
子
計
算
機
を
使
用
し
て
作
成
す
る
地
方
税
関
係
帳

簿
等
の
保
存
方
法
等
の
特
例
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条
　
新
規
則
第
二
十
五
条
第
五
項
（
第
二
号
ロ
に
係

る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
二
十
七
条
第
一
項
（
第
一

号
及
び
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、

施
行
日
以
後
に
保
存
が
行
わ
れ
る
法
第
七
百
四
十
八
条

第
二
項
に
規
定
す
る
地
方
税
関
係
書
類
（
以
下
こ
の
項

及
び
次
項
に
お
い
て
「
地
方
税
関
係
書
類
」
と
い
う
。
）

又
は
法
第
七
百
五
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
税
関

係
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
若
し
く
は
同
条
第
二
項
に

規
定
す
る
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
（
以
下
こ
の
項
及

び
次
項
に
お
い
て
「
地
方
税
関
係
書
類
等
に
記
載
す
べ

き
事
項
」
と
い
う
。
）
に
係
る
電
磁
的
記
録
に
つ
い
て

適
用
し
、
施
行
日
前
に
保
存
が
行
わ
れ
た
地
方
税
関
係

書
類
又
は
地
方
税
関
係
書
類
等
に
記
載
す
べ
き
事
項
に

係
る
電
磁
的
記
録
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

２
　
施
行
日
か
ら
令
和
五
年
七
月
二
十
九
日
ま
で
の
間
に

地
方
税
関
係
書
類
又
は
地
方
税
関
係
書
類
等
に
記
載
す

べ
き
事
項
に
係
る
電
磁
的
記
録
に
つ
い
て
保
存
が
行
わ

れ
る
場
合
に
お
け
る
新
規
則
第
二
十
五
条
第
五
項
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
二
号
ロ
中
「
業
務
を

い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
業
務
を
い
う
。
）
又
は
一
般

財
団
法
人
日
本
デ
ー
タ
通
信
協
会
が
認
定
す
る
業
務
」

と
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
七
月
七
日
総
務
省
令
第
四

五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
地
方
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
総
理
府
令

第
二
十
三
号
）
附
則
第
四
条
の
十
一
第
十
三
項
の
改
正

規
定
は
、
令
和
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
七
月
二
五
日
総
務
省
令
第

四
八
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た

だ
し
、
第
十
号
の
二
様
式
記
載
要
領
の
改
正
規
定
、
第

十
号
の
三
様
式
記
載
要
領
の
改
正
規
定
（
同
様
式
記
載

要
領
５
及
び
１
０
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
十

号
の
四
様
式
記
載
要
領
の
改
正
規
定
は
、
令
和
四
年
十

二
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
法
人
の
事
業
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和

二
年
法
律
第
八
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
令
和
二

年
所
得
税
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
の
規
定

（
同
法
附
則
第
一
条
第
五
号
ロ
に
掲
げ
る
改
正
規
定
に

限
る
。
）
に
よ
る
改
正
前
の
法
人
税
法
（
昭
和
四
十
年

法
律
第
三
十
四
号
）
第
二
条
第
十
二
号
の
七
に
規
定
す

る
連
結
子
法
人
の
同
法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定

す
る
連
結
親
法
人
事
業
年
度
が
令
和
四
年
四
月
一
日
前

に
開
始
し
た
事
業
年
度
に
係
る
法
人
の
事
業
税
に
係
る

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
第
六

号
様
式
別
表
五
の
六
の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
同
表
記
載
要
領
中
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十

二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
各
規
定
に
は
、
当
該
規
定

に
対
応
す
る
令
和
二
年
所
得
税
法
等
改
正
法
附
則
第
十

四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る

も
の
と
さ
れ
る
令
和
二
年
所
得
税
法
等
改
正
法
第
十
六

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
租
税
特
別
措
置
法
の
規
定

を
含
む
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
一
二
月
一
六
日
総
務
省
令

第
七
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
港
湾
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の

施
行
の
日
（
令
和
四
年
十
二
月
十
六
日
）
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
一
二
月
二
一
日
総
務
省
令

第
八
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規

則
第
三
号
様
式
別
表
裏
面
は
、
令
和
五
年
度
以
後
の
年

度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い

て
適
用
し
、
令
和
四
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
道
府
県
民

税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。附

　
則
　
（
令
和
五
年
三
月
三
一
日
総
務
省
令
第

三
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該

各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
第
十
五
条
の
十
五

の
改
正
規
定
並
び
に
同
令
第
三
十
三
号
の
五
様
式
及

び
第
三
十
四
号
様
式
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
六

条
第
一
項
の
規
定
　
令
和
五
年
七
月
一
日

二
　
第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
第
二
条
の
改
正
規

定
（
同
条
第
二
項
中
「
第
十
条
第
七
項
」
を
「
第
十

条
第
二
十
項
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
、
同
令
第

二
条
の
六
の
改
正
規
定
、
同
令
第
九
条
の
二
の
改
正

規
定
（
同
条
第
八
項
第
一
号
イ
に
係
る
部
分
、
同
項

第
二
号
中
「
第
四
条
の
三
」
を
「
第
四
条
の
五
」
に

改
め
る
部
分
、
同
条
第
九
項
、
第
十
一
項
第
一
号
イ

及
び
第
十
二
項
第
一
号
イ
に
係
る
部
分
、
同
条
第
十

三
項
第
一
号
イ
中
「
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の

表
の
ロ
又
は
ハ
」
を
「
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号

イ
の
表
の
（
２
）
又
は
（
３
）
」
に
改
め
る
部
分
、

同
条
第
十
六
項
第
一
号
イ
、
第
十
七
項
第
一
号
イ
、

第
十
八
項
及
び
第
二
十
項
第
一
号
イ
に
係
る
部
分
、

同
条
第
三
十
四
項
の
表
第
八
項
第
二
号
の
項
中
「
第

四
条
の
三
」
を
「
第
四
条
の
五
」
に
改
め
る
部
分
並

び
に
同
条
第
三
十
七
項
の
表
第
八
項
第
二
号
の
項
中

「
第
四
条
の
三
」
を
「
第
四
条
の
五
」
に
改
め
る
部

分
を
除
く
。
）
、
同
令
第
九
条
の
四
の
改
正
規
定
（
同

条
第
一
項
第
一
号
イ
、
第
二
項
第
一
号
イ
及
び
第
三

項
第
一
号
イ
に
係
る
部
分
、
同
条
第
四
項
第
一
号
イ

中
「
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
表
の
ロ
又
は

ハ
」
を
「
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の

（
２
）
又
は
（
３
）
」
に
改
め
る
部
分
並
び
に
第
六
項

第
一
号
イ
、
第
七
項
第
一
号
イ
、
第
八
項
第
一
号

イ
、
第
十
四
項
第
一
号
イ
、
第
十
七
項
第
一
号
イ
及

び
第
十
八
項
第
一
号
イ
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
同

令
第
十
五
条
の
九
の
改
正
規
定
（
同
条
第
五
項
第
一

号
イ
に
係
る
部
分
、
同
項
第
二
号
中
「
第
四
条
の

三
」
を
「
第
四
条
の
五
」
に
改
め
る
部
分
、
同
条
第

六
項
及
び
第
八
項
第
一
号
イ
に
係
る
部
分
、
同
条
第

十
二
項
の
表
第
五
項
第
二
号
の
項
中
「
第
四
条
の

三
」
を
「
第
四
条
の
五
」
に
改
め
る
部
分
並
び
に
同

条
第
十
五
項
中
「
第
四
条
の
三
」
を
「
第
四
条
の

五
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
、
同
令
第
十
五
条
の

十
一
の
改
正
規
定
（
同
条
第
一
項
第
一
号
イ
、
第
二

項
第
一
号
イ
、
第
三
項
第
一
号
イ
及
び
第
四
項
第
一

号
イ
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
同
令
第
二
十
五
条
及

び
第
二
十
七
条
の
改
正
規
定
並
び
に
同
令
附
則
第
二

十
条
の
改
正
規
定
並
び
に
同
令
第
一
号
の
三
様
式
、

第
二
号
様
式
、
第
三
号
様
式
、
同
様
式
別
表
、
第
四

号
様
式
、
第
十
八
号
様
式
記
載
要
領
２
並
び
に
第
十

九
号
様
式
及
び
同
様
式
記
載
要
領
１
の
改
正
規
定
並

び
に
第
四
条
の
規
定
並
び
に
次
条
第
二
項
及
び
附
則

第
七
条
の
規
定
　
令
和
六
年
一
月
一
日

三
　
第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
第
二
条
の
二
か
ら

第
二
条
の
三
の
四
ま
で
及
び
第
十
五
条
の
改
正
規
定

並
び
に
同
令
第
十
五
条
の
六
の
四
を
同
令
第
十
五
条

の
六
の
五
と
し
、
同
令
第
十
五
条
の
六
の
三
を
同
令

第
十
五
条
の
六
の
四
と
し
、
同
令
第
十
五
条
の
六
の

二
を
同
令
第
十
五
条
の
六
の
三
と
し
、
同
令
第
十
五

条
の
六
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
　
令
和
七

年
一
月
一
日

四
　
第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
四
条
の
七

第
十
二
項
の
改
正
規
定
並
び
に
同
令
第
十
六
号
の
十

三
様
式
の
備
考
の
表
及
び
第
十
六
号
の
三
十
の
二
様

式
の
改
正
規
定
　
日
本
国
の
自
衛
隊
と
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
国
防
軍
と
の
間
に
お
け
る
相
互
の
ア
ク
セ
ス
及

び
協
力
の
円
滑
化
に
関
す
る
日
本
国
と
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
と
の
間
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日

五
　
第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
第
十
六
条
の
二
十

二
の
二
第
四
項
第
五
号
イ
の
改
正
規
定
　
宅
地
造
成

等
規
制
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法

律
第
五
十
五
号
）
の
施
行
の
日

六
　
第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
六
条
に
七

項
を
加
え
る
改
正
規
定
（
同
条
第
八
十
八
項
か
ら
第

九
十
一
項
ま
で
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
　
地
域
公
共

交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
十
八
号
）
附

則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日

七
　
第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
第
二
十
四
条
の
四

十
の
改
正
規
定
（
同
条
の
見
出
し
を
改
め
る
部
分
、

同
条
第
三
項
中
「
特
定
地
方
税
関
係
通
知
（
」
を

「
特
定
地
方
税
関
係
通
知
等
（
」
に
、
「
特
定
地
方
税

関
係
通
知
を
い
う
」
を
「
特
定
地
方
税
関
係
通
知
等

を
い
う
」
に
改
め
る
部
分
及
び
同
項
第
一
号
イ
中

「
特
定
地
方
税
関
係
通
知
」
を
「
特
定
地
方
税
関
係

通
知
等
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
　
所
得
税
法
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
四

号
）
附
則
第
一
条
第
八
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行

の
日

（
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施

行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
十

六
第
四
項
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
以
下

「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
地
方
税
法
施
行
規
則
第

一
条
の
十
六
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
を
受
け
よ
う
と

す
る
都
道
府
県
、
市
町
村
又
は
特
別
区
が
同
項
に
規
定

す
る
申
出
書
等
を
提
出
す
る
場
合
に
つ
い
て
適
用
す

る
。

２
　
新
規
則
第
一
号
の
三
様
式
、
第
二
号
様
式
、
第
三
号

様
式
、
同
様
式
別
表
、
第
四
号
様
式
、
第
十
八
号
様
式

222



及
び
第
十
九
号
様
式
は
、
令
和
六
年
度
以
後
の
年
度
分

の
個
人
の
道
府
県
民
税
、
個
人
の
市
町
村
民
税
及
び
森

林
環
境
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
令
和
五
年
度
分
ま
で
の

個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
個
人
の
市
町
村
民
税
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
新
規
則
第
十
七
号
様
式
別
表
は
、
令
和
六
年
度
以
後

の
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に

つ
い
て
適
用
し
、
令
和
五
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
道
府

県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

（
事
業
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
新
規
則
第
三
条
の
十
四
第
二
項
及
び
第
六
条
の

二
の
二
第
五
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る

事
業
年
度
に
係
る
法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
適
用
し
、

施
行
日
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
に
係
る
法
人
の
事
業

税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
自
動
車
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
施
行
日
か
ら
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規

定
の
施
行
の
日
（
次
項
及
び
附
則
第
七
条
に
お
い
て

「
二
号
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け

る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
施
行
規

則
（
次
項
及
び
次
条
に
お
い
て
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）

第
九
条
の
二
第
十
四
項
第
一
号
イ
及
び
第
十
五
項
第
一

号
イ
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
十
四
項
第

一
号
イ
中
「
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
表
の
ハ
」

と
あ
る
の
は
「
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の

（
３
）
」
と
、
同
条
第
十
五
項
第
一
号
イ
中
「
第
四
十
一

条
第
一
項
第
三
号
の
表
の
ハ
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十

一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
（
３
）
」
と
す
る
。

２
　
施
行
日
か
ら
二
号
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け

る
旧
規
則
第
九
条
の
四
第
五
項
第
一
号
イ
、
第
十
五
項

第
一
号
イ
及
び
第
十
六
項
第
一
号
イ
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
同
条
第
五
項
第
一
号
イ
中
「
第
四
十
一
条

第
一
項
第
三
号
の
表
の
ハ
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
一

条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
（
３
）
」
と
、
同
条
第
十

五
項
第
一
号
イ
中
「
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
表

の
ロ
又
は
ハ
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
一
条
第
一
項
第

三
号
イ
の
表
の
（
２
）
又
は
（
３
）
」
と
、
同
条
第
十

六
項
第
一
号
イ
中
「
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
表

の
ハ
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ

の
表
の
（
３
）
」
と
す
る
。

３
　
新
規
則
第
十
六
号
の
四
十
三
様
式
は
、
施
行
日
以
後

に
取
得
さ
れ
る
自
動
車
に
対
し
て
課
す
べ
き
自
動
車
税

の
環
境
性
能
割
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
取
得

さ
れ
た
自
動
車
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
税
の
環
境
性

能
割
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
固
定
資
産
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
三
十
三
項
の
規
定
は
、

施
行
日
以
後
に
取
得
さ
れ
る
同
項
に
規
定
す
る
車
両
に

対
し
て
課
す
べ
き
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施

行
日
前
に
取
得
さ
れ
た
旧
規
則
附
則
第
六
条
第
三
十
四

項
に
規
定
す
る
車
両
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
軽
自
動
車
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条
　
新
規
則
第
十
五
条
の
十
五
の
規
定
は
、
令
和
六

年
度
以
後
の
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
つ
い

て
適
用
し
、
令
和
五
年
度
分
ま
で
の
軽
自
動
車
税
の
種

別
割
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
規
則
第
三
十
三
号
の
四
様
式
は
、
施
行
日
以
後
に

取
得
さ
れ
る
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
し
て
課
す
べ

き
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
つ
い
て
適
用
し
、
施

行
日
前
に
取
得
さ
れ
た
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
し

て
課
す
る
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
電
子
計
算
機
を
使
用
し
て
作
成
す
る
地
方
税
関
係
帳

簿
等
の
保
存
方
法
等
の
特
例
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
七
条
　
新
規
則
第
二
十
五
条
第
五
項
の
規
定
は
、
二
号

施
行
日
以
後
に
保
存
が
行
わ
れ
る
地
方
税
法
（
次
項
に

お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
百
四
十
八
条
第
三
項

に
規
定
す
る
地
方
税
関
係
書
類
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
地
方
税
関
係
書
類
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
適
用

し
、
二
号
施
行
日
前
に
保
存
が
行
わ
れ
た
地
方
税
関
係

書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
規
則
第
二
十
七
条
の
規
定
は
、
二
号
施
行
日
以
後

に
保
存
が
行
わ
れ
る
法
第
七
百
五
十
条
第
一
項
に
規
定

す
る
地
方
税
関
係
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
又
は
同
条

第
二
項
に
規
定
す
る
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
（
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
「
地
方
税
関
係
書
類
等
に
記
載
す
べ

き
事
項
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
二
号
施
行

日
前
に
保
存
が
行
わ
れ
た
地
方
税
関
係
書
類
等
に
記
載

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
三
月
三
一
日
総
務
省
令
第

三
七
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。
た
だ
し
、
第
十
条
の
二
の
二
の
改
正
規
定
及
び
次

項
の
規
定
は
、
令
和
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
第

十
条
の
二
の
二
の
規
定
は
、
令
和
九
年
一
月
一
日
以
後

に
支
払
う
べ
き
地
方
税
法
第
三
百
十
七
条
の
二
第
一
項

た
だ
し
書
に
規
定
す
る
給
与
及
び
同
法
第
三
百
二
十
八

条
に
規
定
す
る
退
職
手
当
等
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日

前
に
支
払
う
べ
き
同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
給
与
及

び
同
条
に
規
定
す
る
退
職
手
当
等
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
七
月
一
八
日
総
務
省
令
第

五
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
七
月
二
四
日
総
務
省
令
第

六
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た

だ
し
、
第
二
条
の
二
、
第
二
十
四
条
の
三
十
の
五
及
び

第
三
十
八
条
の
改
正
規
定
並
び
に
第
五
号
の
四
様
式
、

同
様
式
別
表
、
第
五
号
の
十
五
様
式
、
第
五
号
の
十
五

の
二
様
式
、
第
十
二
号
の
十
三
様
式
、
第
十
二
号
の
十

四
様
式
、
第
十
二
号
の
十
五
様
式
、
第
十
二
号
の
十
五

の
二
様
式
、
第
十
六
号
の
四
十
三
様
式
及
び
第
三
十
三

号
の
四
様
式
記
載
要
領
の
改
正
規
定
並
び
に
次
条
の
規

定
は
、
令
和
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規

則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
二
第
七

項
第
二
号
ハ
及
び
第
八
項
第
二
号
ハ
の
規
定
は
、
令
和

七
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市

町
村
民
税
に
係
る
地
方
税
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
百
十
七
条
の
二
第

一
項
に
規
定
す
る
申
告
書
を
提
出
す
る
場
合
（
法
第
四

十
五
条
の
三
第
一
項
及
び
第
三
百
十
七
条
の
三
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合

を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て

適
用
し
、
令
和
六
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
道
府
県
民
税

及
び
市
町
村
民
税
に
係
る
法
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項

及
び
第
三
百
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
申
告
書

を
提
出
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

２
　
新
規
則
第
五
号
の
四
様
式
及
び
同
様
式
別
表
は
、
令

和
六
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び

市
町
村
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
令
和
五
年
度
分
ま
で

の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
新
規
則
第
五
号
の
十
五
様
式
及
び
第
五
号
の
十
五
の

二
様
式
は
、
令
和
六
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
道

府
県
民
税
、
個
人
の
市
町
村
民
税
及
び
森
林
環
境
税
に

つ
い
て
適
用
し
、
令
和
五
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
道
府

県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

４
　
新
規
則
第
十
二
号
の
十
三
様
式
か
ら
第
十
二
号
の
十

五
の
二
様
式
ま
で
の
様
式
は
、
前
条
た
だ
し
書
に
規
定

す
る
規
定
の
施
行
の
日
以
後
に
法
附
則
第
三
十
五
条
の

二
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
法
第

七
十
一
条
の
三
十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
添
付
す
る

同
項
に
規
定
す
る
納
入
申
告
書
に
つ
い
て
適
用
し
、
同

日
前
に
法
附
則
第
三
十
三
条
の
二
の
二
第
二
項
又
は
第

三
十
五
条
の
二
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

ら
れ
た
法
第
七
十
一
条
の
三
十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
添
付
し
た
同
項
に
規
定
す
る
納
入
申
告
書
及
び
同
日

前
に
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十

六
号
）
第
三
十
七
条
の
十
四
の
二
第
六
項
に
規
定
す
る

契
約
不
履
行
等
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
同
日
以
後
に
法

附
則
第
三
十
三
条
の
二
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
ら
れ
た
法
第
七
十
一
条
の
三
十
一
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
添
付
す
る
同
項
に
規
定
す
る
納
入
申
告
書
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

５
　
法
附
則
第
三
十
五
条
の
二
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
ら
れ
た
法
第
七
十
一
条
の
三
十
一
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法

施
行
規
則
第
十
二
号
の
十
三
様
式
か
ら
第
十
二
号
の
十

五
の
二
様
式
ま
で
の
様
式
に
よ
る
同
項
に
規
定
す
る
納

入
申
告
書
を
提
出
し
た
場
合
に
は
、
当
分
の
間
、
新
規

則
第
十
二
号
の
十
三
様
式
か
ら
第
十
二
号
の
十
五
の
二

様
式
ま
で
の
様
式
に
よ
る
同
項
に
規
定
す
る
納
入
申
告

書
を
提
出
し
た
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
三
月
一
日
総
務
省
令
第
一

三
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規

則
は
、
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
分
の
法
人

の
事
業
に
対
し
て
課
す
べ
き
事
業
所
税
に
つ
い
て
適
用

し
、
同
日
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
分
の
法
人
の
事
業

に
対
し
て
課
す
る
事
業
所
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
三
月
三
〇
日
総
務
省
令
第

三
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該

各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
十
五
条
第

二
項
、
第
十
六
条
第
二
項
、
第
二
十
条
第
五
項
及
び

第
二
十
二
条
の
二
の
改
正
規
定
並
び
に
同
令
第
十
七

号
様
式
別
表
記
載
要
領
の
改
正
規
定
　
令
和
七
年
一

月
一
日

二
　
第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
第
三
条
の
十
五
及

び
第
四
条
の
改
正
規
定
並
び
に
同
令
附
則
第
二
条
の

六
の
二
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
令
附

則
第
二
条
の
八
及
び
第
二
条
の
九
の
改
正
規
定
、
同
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令
附
則
第
二
条
の
十
の
改
正
規
定
（
「
附
則
第
九
条

第
二
十
二
項
」
を
「
附
則
第
九
条
第
二
十
三
項
」
に

改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
令
附
則
第
四
条
の
七
の

改
正
規
定
（
同
条
第
六
項
中
「
石
垣
空
港
」
を
「
新

石
垣
空
港
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
並
び
に
同

令
附
則
第
四
条
の
八
第
二
項
及
び
第
三
項
の
改
正
規

定
並
び
に
附
則
第
二
条
第
三
項
の
規
定
　
令
和
七
年

四
月
一
日

三
　
第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
第
三
条
の
十
三
の

三
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
同
令
第

四
条
の
五
、
第
四
条
の
六
の
二
及
び
第
四
条
の
七
の

改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項

の
規
定
　
令
和
八
年
四
月
一
日

四
　
第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
第
一
条
の
九
の
五

第
一
項
の
改
正
規
定
　
情
報
通
信
技
術
の
進
展
等
の

環
境
変
化
に
対
応
す
る
た
め
の
社
債
、
株
式
等
の
振

替
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令

和
五
年
法
律
第
八
十
号
）
の
施
行
の
日

五
　
第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
十
二
条
の

三
第
三
項
の
表
以
外
の
部
分
の
改
正
規
定
及
び
同
表

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
改
正
規
定
　
特
定
農
産
加
工

業
経
営
改
善
臨
時
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
令
和
六
年
法
律
第
　
　
　
号
）
の
施
行
の
日

（
事
業
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施

行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
四
条
の
五

（
第
一
号
、
第
三
号
及
び
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る

。
）
、
第
四
条
の
六
の
二
（
第
一
号
、
第
三
号
及
び
第
四

号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
四
条
の
七
（
第
一

号
イ
及
び
ハ
並
び
に
第
三
号
イ
及
び
ハ
に
係
る
部
分
に

限
る
。
）
の
規
定
は
、
前
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の

施
行
の
日
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
三

号
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度

に
係
る
法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
三
号
施
行

日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
に
係
る
法
人
の
事
業
税
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年

法
律
第
四
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方

税
法
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
八
年
新
法
」
と
い

う
。
）
第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
ロ
（
八
年
新

法
附
則
第
八
条
の
三
の
三
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
所
得
等
課
税

法
人
以
外
の
法
人
で
資
本
金
の
額
若
し
く
は
出
資
金
の

額
が
一
億
円
以
下
の
も
の
又
は
同
号
ロ
に
規
定
す
る
所

得
等
課
税
法
人
以
外
の
法
人
で
資
本
若
し
く
は
出
資
を

有
し
な
い
も
の
の
う
ち
同
号
ロ
（
１
）
又
は
（
２
）
に

掲
げ
る
法
人
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
っ
て
地
方
税
法
第

七
十
二
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
業
を
行
う

も
の
に
対
す
る
新
規
則
第
四
条
の
六
の
二
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
開
始
す
る
各
事
業
年
度
分

の
事
業
税
に
限
り
、
同
条
中
「
及
び
資
本
金
等
の
額
」

と
あ
る
の
は
、
「
、
資
本
金
等
の
額
及
び
所
得
」
と
す

る
。

３
　
前
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
三
号

施
行
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
新
規
則
附
則
第
二

条
の
六
の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
（
見

出
し
を
含
む
。
）
中
「
第
五
条
の
七
」
と
あ
る
の
は
、

「
第
六
条
」
と
す
る
。

（
地
方
消
費
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
新
規
則
第
七
条
の
二
の
九
及
び
第
七
条
の
二
の

十
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
以
下
こ
の
条

及
び
次
条
第
二
項
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）

以
後
に
行
わ
れ
る
地
方
消
費
税
の
清
算
に
つ
い
て
適
用

し
、
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
地
方
消
費
税
の
清
算
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
固
定
資
産
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
次
項
に
定
め
る
も
の
を
除
き
、
新
規
則
の
規
定

中
固
定
資
産
税
に
関
す
る
部
分
は
、
令
和
六
年
度
以
後

の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
令
和
五

年
度
分
ま
で
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

２
　
新
規
則
附
則
第
六
条
第
二
十
七
項
（
第
二
号
に
係
る

部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
取
得
さ

れ
る
同
項
に
規
定
す
る
国
際
船
舶
に
対
し
て
課
す
べ
き

固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
取
得
さ

れ
た
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
施
行

規
則
附
則
第
六
条
第
二
十
七
項
に
規
定
す
る
国
際
船
舶

に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

第
一
号
様
式
（
第
一
条
の
四
関
係
）

第一号様式(第一条の四関係) 

  

道 府 県 民 税 

事業税・特別法人事業税 

市 町 村 民 税 

の徴収猶予(法第15条の4)の届出書 

  受
付
印 

  

  
知 事 

市町村長 
殿 

この届出

書の基礎

となる修

正申告又

は更正 

事 業 年 度 
・      ・ 

・      ・ 

  令和  年  月  日提出 修正申告書

提出年月日 
・      ・ 

主
た
る
事
務
所
又
は
事
業
所 

所 在 地   

更正年月日 ・      ・ 

名 称   徴収猶予
を受けよ
うとする
税目 税 税 法 人 番 号                           

                          

上記の

税額 

円 円 

代 表 者

氏 名 
  

備 考 

  
市
町
村 

道
府
県 

主

た

る

も

の 

務

所

又

は

事

業

所

で 

所在地及び

電 話 番 号 

(電話       )  内
に
あ
る
事 

名 称   

第1号様式記載要領 

 1 法人課税信託の受託者が当該法人課税信託に係る修正申告書等に係る税額の徴収猶予の届出をする場合にあっては、「名称」の欄には法

人課税信託の名称を併記すること。 

 2 「法人番号」欄には、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番

号をいう。)を記載すること。 

第
一
号
の
二
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
一

条
の
六
関
係
）

第一号の二様式(用紙日本産業規格A4)(第一条の六関係) 
 

納 付 (納 入) 受 託 証 書 

委 託 者 

納 税 者 

特別徴収義務者 

住 所   1 委託者は、委託の取消しをすることができません。 

2 受領した証券が不渡りとなり、銀行からその手数料

の請求があつたときは、直ちに、銀行に支払つて下さ

い。 

3 将来本証書記載の徴収金を直ちに徴収しなければ

ならない事情が生じたときは、この納付(納入)の受託

を取り消すことがあります。 

氏 名 殿   

証 券 の 種 類 
券 面 金 額 

支 払 人 

支払場所 
支払期日 振出人 

住 所 取立

費用 記 号 番 号 氏 名 

  
  

  
  

  
    

円 

      

  
  

  
  

  
      

      

  
  

  
  

  
      

      

納
付(

納
入)

委
託 

年 度 税 目 
納 期 

税 額 
何 

加 算 金 額 
延 滞 金 額 督促手数料 滞納処分費 合 計 

  

納期限 

    
  

          円           円           円           円           円                 円 

  

    
  

                                                                              
  

を
受
け
る
徴
収
金 

    
  

                                                                              

  

  

    
  

                                                                              
  

    
  

                                                                              
  

    
  

                                                                              
  

  

 上記のとおり納付(納入)委託を受けました。 

  令和  年  月  日 

出

納

員)

印 

出
納
員(

分
任 

市

町

村 

道

府

県 

  
道 府 県 

市 町 村 
出 納 員(分任出納員) 

道 府 県 

市 町 村 
徴税吏員 氏 名印 
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第
一
号
の
三
様
式
（
第
二
条
関
係
）

第一号の三様式(第二条関係) 

市町村民税・道府県民税・森林環境税 
税額決定 

納 税 
通知書 

第          号 
納 税 者 

住 所   

令和        年度 氏 名   

普 通 税 
市 町 村 民 税 

道 府 県 民 税 

千 百 十 万 千 百 十 円 

目 的 税 森 林 環 境 税                 

  1 市町村民税・道府県民税・森林環境税決定の明細 税 額 

区 分 課 税 標 準 額 税 率 道府県民税 市町村民税 森林環境税 合 計 

市 町 村 民 税 ・ 道 府 県 民 税  均 等 割 (1)   

裏

面 

円 円     

市

町

村

民

税

・

道

府

県

民

税 
 

 

所

得

割 

総 所 得 金 額 (2) 円         

山 林 所 得 金 額 (3)           

退 職 所 得 金 額 (4)           

小 計       (2)＋(3)＋(4) (5)           

分 離 課

税 の 所

得 金 額 

短 期 譲 渡 
9 ％ 適 用 分 (6)           

5 ％ 適 用 分 (7)           

長 期 譲 渡 

一 般 の 譲 渡 (8)           

優 良 住 宅 地 等 に 係 る 譲 渡 (9)           

居 住 用 財 産 の 譲 渡 (10)           

一 般 株 式 等 の 譲 渡 (11)           

上 場 株 式 等 の 譲 渡 (12)           

上 場 株 式 等 の 配 当 等 (13)           

先 物 取 引 (14)           

肉 用 牛 の 売 却 価 額 (15)   裏 面         

小 計 (5)＋(6)＋(7)＋(8)＋(9)＋(10)＋(11)＋(12)＋(13)＋(14)＋(15) (16)             

調 整 控 除 額 (17)             

(16)－(17) (18)             

配 当 控 除 額 (19)             

(18)－(19) (20)             

住 宅 借 入 金 等 特 別 税 額 控 除 額 (21)             

(20)－(21) (22)             

寄 附 金 税 額 控 除 額 (23)             

(22)－(23) (24)             

外 国 税 額 控 除 額 等 (25)             

(24)－(25) (26)             

配 当 割 額 又 は 株 式 等 譲 渡 所 得 割 額 の 控 除 額 (27)             

計               (26)－(27) (28)             

森 林 環 境 税 (29)   裏 面     円   

市町村民税・道府県民税・森林環境税の合計税額 (1)＋(28)＋(29) (30)           円 

給 与 か ら 特 別 徴 収 の 方 法 に よ っ て 徴 収 す る 額 の 合 計 額 (31)             

公 的 年 金 か ら 特 別 徴 収 の 方 法 に よ っ て 徴 収 す る 額 の 合 計 額 (32)             

普通徴収の方法によって徴収する額の合計額 (30)－(31)－(32) (33)             

所得割より控除することができなかった配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除額 (34)             

  2 普通徴収の方法によって徴収する額の各納期の納付額及び納期限 

期 別 納 付 額 (34)に係る充当又は委託納付額 充当又は委託納付後納付額 納 期 

第 1 期 円 円 円 令和 年 月 日から   月 日まで 

第 2 期       令和 年 月 日から   月 日まで 

第 3 期       令和 年 月 日から   月 日まで 

第 4 期       令和 年 月 日から   月 日まで 

納 付 場 所     

 3 公的年金から特別徴収の方法によって徴収する額及び徴収月 4 特別徴収を行う公的年金の種類並びに支払者の名称及び法人番号 

徴 収 月 特 別 徴 収 税 額 公的年金の種類   

 年10月 円  支払者の名称   

 年12月 
  

支 払 者 の 法 人 番 号 
  

 年 2 月   
                          

  あなたの税額を上記のとおり決定したので、地方税法第41条、第319条、第319条の2及び第321条の7の5の規定によって通知します。 

  普通徴収の方法によって徴収する額については、上記2の各期別ごとの納付額をそれぞれの納期に納めてください。なお、納期限までに税金が完納されないときは、そ

の翌日から税金完納の日までの期間の日数に応じ税額(1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てま

す。)に年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合(当該年の租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付

割合に年1パーセントの割合を加算した割合(以下「延滞金特例基準割合」という。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセ

ントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に

年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とします。)を乗じて計算した額の延滞金

を徴収します。この場合における閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合です。 

  公的年金から特別徴収の方法によって徴収する額については、公的年金の支払いの際に、上記4の公的年金からその支払者が徴収します。 

  また、あなたが本年度において公的年金からの特別徴収の対象者であり、かつ、来年度も引き続き公的年金の支払を受ける場合は、公的年金の支払者が次の額を特別徴

収の方法によって徴収することになりますので、地方税法第321条の7の8の規定によって通知します。 

  徴 収 月 仮 特 別 徴 収 税 額   

年 4 月  円   

年 6 月    

年 8 月    

  なお、あなたが昨年度から引き続き公的年金からの特別徴収の対象者である場合は、昨年度の通知書において通知した次の額を、特別徴収の方法によって徴収します。 

  徴 収 月 仮 特 別 徴 収 税 額   

年 4 月  円   

年 6 月    

年 8 月    

 

   令和  年  月  日                                    市町村長  氏 名              印 

 注意 市町村民税所得割及び道府県民税所得割の税率等は裏面にあります。詳しくは裏面をよくお読みください。 

じゅん 

  備考 1 この通知書は、第1号の4様式による納付の告知以外の納付の告知について使用すること。 

     2 市町村は、この通知書の裏面に、市町村民税、道府県民税及び森林環境税の賦課の根拠となった法律及び条例の規定、市町村民税所得割及び道府県民税所得割

の税率、納期限までに税金を納付しなかった場合において執られるべき措置、この通知書の記載事項に不服がある場合における救済の方法並びに特別徴収の方法

によって徴収されないこととなった額がある場合には、その額は普通徴収の方法によって徴収されるものであること、法附則第5条の8の規定による個人の道府県

民税及び市町村民税の特別税額控除が行われた場合には、同条の規定により控除した額及び控除しきれなかった額を記載すること。 

     3 繰上徴収の方法により徴収する場合には、「上記2の各期別ごとの納付額をそれぞれの納期に納めてください。」にかえて「地方税法第13条の2第1項の規定によ

り繰上徴収しますので、上記納期にかかわらず、各納期分を令和 年 月 日までに納めてください。」と記載すること。 

     4 「肉用牛の売却価額(15)」の欄は、肉用牛の売却による事業所得がある場合において法附則第6条第2項又は第5項の規定の適用を受けるときの同条第2項第1号又

は第5項第1号に規定する売却価額の合計額及び税額を記載すること。この場合において、「総所得金額(2)」の欄は、同条第2項第2号又は第5項第2号に規定する

事業所得の金額がないものとして計算した課税標準額及び税額を記載すること。 

     5 「支払者の法人番号」の欄には、公的年金の支払者の法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定す

る法人番号をいう。)を記載すること。 

第
一
号
の
四
様
式
（
第
二
条
関
係
）

第一号の四様式(第二条関係) 

市町村民税 

道府県民税 
納税通知書(分離課税に係る所得割分) 

  

第    号 
納 税 者 

氏 名 殿   

  

令和   年 住 所   

普 通 税 
市 町 村 民 税 

道 府 県 民 税 

百 十 万 千 百 十 円  

上 記 の 明 細 

区 分 
退職所得控除額控除後
の退職手当等の金額 

税 額 ① 
既に徴収されたまた
は徴収されるべき額
② 

不足税額 ①－② 

市 町 村 民 税         

道 府 県 民 税         

計         

延 滞 金 

 地方税法第328条の5第2項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された

納期限)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、税額(1,000円未満の端数がある

とき、またはその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額または全額を切り捨

てます。)に年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間について

は、年7.3パーセント)の割合(当該年の租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸

付割合に年1パーセントの割合を加算した割合(以下「延滞金特例基準割合」という。)

が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセン

トの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を

加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1

パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超え

る場合には、年7.3パーセントの割合)とします。)を乗じて計算した金額。この場合に

おける年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合です。 

納 期 限   

納 付 場 所   

 

  上記のとおり納めて下さい。 

    令和  年  月  日 

市町村長  氏 名     印  

 注意 裏面をよくお読み下さい。 

 

じゅん 

備考 1 この通知書は、法第328条の13第1項の規定による普通徴収について使用すること。 

   2 市町村は、この納税通知書の裏面に、分離課税に係る所得割の賦課の根拠となった法律および条例の規

定、分離課税に係る所得割の税率、納期限までに税金を納付しなかった場合において執られるべき措置なら

びにこの納税通知書の記載事項に不服がある場合における救済の方法および取消訴訟を行う場合の被告と

すべき者、出訴期間等を記載すること。 

   3 繰上徴収の方法により徴収する場合には、「上記のとおり納めて下さい。」にかえて「地方税法第13条の2

第1項の規定により繰上徴収しますので、上記納期限にかかわらず、令和  年  月  日までに納めて

下さい。」と記載すること。 
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第
二
号
様
式
（
第
二
条
関
係
）

第二号様式(第二条関係) 

第   号 納 期 限 変 更 告 知 書 

納 税 者 ま た は

特 別 徴 収 義 務 者 

氏名または

名 称 
殿 

住所または

所 在 地 
  

令和     年(度)分 

市町村民税 

道府県民税 

森林環境税 

第      期(月)分 

第      期(月)分 

第      期(月)分 

第      期(月)分 

納 税 通 知 書 

特別徴収税額通知書 
番号   

変 更 後 の 納 期 限 令和  年  月  日 

税 額

ま た は 納 入 金 額 

百 十 万 千 百 十 円 

納 付 ( 入 ) 場 所   

 地方税法第13条の2第1項の規定によつて繰上徴収しますので上記のとおり納期限を変

更します。 

  令和  年  月  日 
 

市町村長 氏 名 印  

備考 1 分離課税に係る所得割の場合には、特別徴収の場合にあつては 

    「納 税 通 知 書 

     特別徴収税額通知書 
番号 

」 
の欄、普通徴収の場合にあつては「第   

   期(月)分」の欄は記載せず、「令和  年(度)分」の欄は「令和  年分」として

記載すること。 

   2 市町村は、この告知に不服がある場合における救済の方法および取消訴訟を行

う場合の被告とすべき者、出訴期間等を記載すること。 

第
三
号
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ｂ
４
）
（
第
二
条
関

係
）

第三号様式(用紙日本産業規格B4)(第二条関係) 

     令和  年度 給与所得等に係る市町村民税・道府県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用) 
課税市町村名 

     地方税法第41条、第319条及び第321条の4(第321条の6)第1項並

びに市町村税条例第  条の規定によって、令和 年度給与所得

等に係る市町村民税、道府県民税及び森林環境税の特別徴収税額

を下記のとおり決定(変更)したので通知します。 

 

 

 

 

  令和  年  月  日 

 

市町村長   氏 名   印  

  
 

〒 

 

 

 

殿 

  
特別徴収税額           

課 税 人 員 非課税人員 

              

月

割

額 

  人 数 納 付 額   人 数 納 付 額 

6月分             12月分             

7月分             1月分             

8月分             2月分             

9月分             3月分             

10月分             4月分             

11月分             5月分             

  (備考)   

 

指定

番号 

  宛名

番号 

  市町村

コード 

  受給者

番号 

  特別徴収

税額 

      

納
付
額 

6月分       10月分       2月分       (摘要) 

7月分       11月分       3月分       

住 所 氏 名 個 人 番 号 8月分       12月分       4月分       

                            9月分       1月分       5月分       

変更月 月   

 

指定

番号 

  宛名

番号 

  市町村

コード 

  受給者

番号 

  特別徴収

税額 

      

納
付
額 

6月分       10月分       2月分       (摘要) 

7月分       11月分       3月分       

住 所 氏 名 個 人 番 号 8月分       12月分       4月分       

                            9月分       1月分       5月分       

変更月 月   

 

指定

番号 

  宛名

番号 

  市町村

コード 

  受給者

番号 

  特別徴収

税額 

      

納
付
額 

6月分       10月分       2月分       (摘要) 

7月分       11月分       3月分       

住 所 氏 名 個 人 番 号 8月分       12月分       4月分       

                            9月分       1月分       5月分       

変更月 月   

 

指定

番号 

  宛名

番号 

  市町村

コード 

  受給者

番号 

  特別徴収

税額 

      

納
付
額 

6月分       10月分       2月分       (摘要) 

7月分       11月分       3月分       

住 所 氏 名 個 人 番 号 8月分       12月分       4月分       

                            9月分       1月分       5月分       

変更月 月   

 

指定

番号 

  宛名

番号 

  市町村

コード 

  受給者

番号 

  特別徴収

税額 

      

納
付
額 

6月分       10月分       2月分       (摘要) 

7月分       11月分       3月分       

住 所 氏 名 個 人 番 号 8月分       12月分       4月分       

                            9月分       1月分       5月分       

変更月 月   

 

指定

番号 

  宛名

番号 

  市町村

コード 

  受給者

番号 

  特別徴収

税額 

      

納
付
額 

6月分       10月分       2月分       (摘要) 

7月分       11月分       3月分       

住 所 氏 名 個 人 番 号 8月分       12月分       4月分       

                            9月分       1月分       5月分       

変更月 月   

 

頁          

 特別徴収

義務者 

氏名又は名称 個人番号又は法人番号 

                            

備 考  1 市町村は、この通知に不服がある場合における救済の方法及び取消訴訟を行う場合の被告とすべき者、出訴期間等を記載すること。 

    2 地方税法第321条の5の2に規定する納期の特例の適用がある場合には、その旨を備考欄に記載すること。 

    3 「個人番号」欄には、納税義務者の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)を記載すること。 

    4 受給者番号は、給与支払報告書(個人別明細書)に記載された当該納税義務者の受給者番号を記載すること。 

    5 市町村は、変更となった理由を摘要欄に記載すること。 

    6 「特別徴収義務者」欄中の「個人番号又は法人番号」欄には、特別徴収義務者の個人番号又は法人番号(番号法第2条第15項に規定する法人番号をいう。)を記載すること。なお、個人番号を記載する場合には、左側を1文字空けて記載すること。 

第
三
号
様
式
別
表
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ｂ
４
）
（
第
二

条
関
係
）

第三号様式別表(用紙日本産業規格B4)(第二条関係) 

令和  年度 給与所得等に係る市町村民税・道府県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用) 

  

税

額 

市

町

村 

税額控除前所得割額④       

  

納 付 額 

  

受 給 者 番 号 氏 名 指 定 番 号 

所

得 

給 与 収 入         
主 た る 給 与

以 外 の 合 算
所 得 区 分 

営

業

等 

農

業 

不

動

産 

利

子 

配

当 

給

与 

雑 

譲
渡
・
一
時 

  

課

税

標

準 

総 所 得 ③           税 額 控 除 額 ⑤       6月分             

給与所得(所得金
額調整控除後 ) 

        山 林 所 得 
        

所 得 割 額 ⑥ 
      

7月分       住 所 宛 名 番 号 

その他の所得計                         分 離 短 期 譲 渡         均 等 割 額 ⑦       8月分           

  総所得金額①       分 離 長 期 譲 渡         
道

府

県 

税額控除前所得割額④       9月分       あなたの特別徴収税額を左記のとおり決定(変更)したので、地方税法第41
条、第319条及び第321条の4(第321条の6)の規定によって通知します。また、
この通知書の記載事項に不服がある場合は、この通知書を受け取った日の翌日
から起算して3ヶ月以内に市(町・村)長に対して審査請求をすることができま
す。この特別徴収税額の決定の取消しを求める訴えは、前記の審査請求に係る
裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6ヶ月以内に市(町・村)を被告とし
て(市(町・村)長が被告の代表者となります。)提起することができます。 
なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなけれ
ば提起することができないこととされていますが、①審査請求があった日から
3ヶ月を経過しても裁決がないとき、②処分、処分の執行又は手続きの続行に
より生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、③その他裁決を経
ないことにつき正当な理由があるときは、裁決を経ないでも処分の取消しの訴
えを提起することができます。 

 
令和    年    月    日 

 
市町村長  氏 名   印   

  株 式 等 の 譲 渡         税 額 控 除 額 ⑤       10月分       

上場株式等の配当等         所 得 割 額 ⑥       11月分       

所

得

控

除 

雑 損       障・寡・ひ・勤         先 物 取 引         均 等 割 額 ⑦       12月分       

医 療 費       配 偶 者         森 林 環 境 税 額 ⑧       1月分       

社 会 保 険 料       配 偶 者 特 別       控

配 

老

配 

扶養親族該当区分 本人該当区分 繰

越

損

失 

  特 別 徴 収 税 額 ⑨       2月分       

小規模企業共済       扶 養       特

定 

同

老 

老

人 

歳
未
満 

そ

の

他 

同

障 

特

障 

他

障 

未
成
年
者 

特

障 

他

障 

寡

婦 

ひ
と
り
親 

勤
労
学
生 

控 除 不 足 額 ⑩       3月分       

生 命 保 険 料       基 礎       既充当・既委託納付額⑪       4月分       

地 震 保 険 料       所得控除合計②                                         既 納 付 額 ⑫       5月分       

(摘要) 差引納付額(⑨－⑫－⑩，⑪)        

             問合せ先 

変 更 前 税 額 ⑬       

増 減 額(⑨－⑬)       

変 更 月 月 

 

令和  年度 給与所得等に係る市町村民税・道府県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用) 
  

税

額 

市

町

村 

税額控除前所得割額④       

  

納 付 額 

  

受 給 者 番 号 氏 名 指 定 番 号 

所

得 

給 与 収 入         
主 た る 給 与
以 外 の 合 算

所 得 区 分 

営

業

等 

農

業 

不

動

産 

利

子 

配

当 

給

与 

雑 

譲
渡
・
一
時 

  

課

税

標

準 

総 所 得 ③           税 額 控 除 額 ⑤       6月分             

給与所得(所得金
額調整控除後 ) 

        山 林 所 得 
        

所 得 割 額 ⑥ 
      

7月分       住 所 宛 名 番 号 

その他の所得計                         分 離 短 期 譲 渡         均 等 割 額 ⑦       8月分           

  総所得金額①       分 離 長 期 譲 渡         
道

府

県 

税額控除前所得割額④       9月分       あなたの特別徴収税額を左記のとおり決定(変更)したので、地方税法第41
条、第319条及び第321条の4(第321条の6)の規定によって通知します。また、
この通知書の記載事項に不服がある場合は、この通知書を受け取った日の翌日
から起算して3ヶ月以内に市(町・村)長に対して審査請求をすることができま
す。この特別徴収税額の決定の取消しを求める訴えは、前記の審査請求に係る
裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6ヶ月以内に市(町・村)を被告とし
て(市(町・村)長が被告の代表者となります。)提起することができます。 
なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなけれ
ば提起することができないこととされていますが、①審査請求があった日から
3ヶ月を経過しても裁決がないとき、②処分、処分の執行又は手続きの続行に
より生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、③その他裁決を経
ないことにつき正当な理由があるときは、裁決を経ないでも処分の取消しの訴
えを提起することができます。 

 
令和    年    月    日 

 
市町村長  氏 名   印   

  株 式 等 の 譲 渡         税 額 控 除 額 ⑤       10月分       

上場株式等の配当等         所 得 割 額 ⑥       11月分       

所

得

控

除 

雑 損       障・寡・ひ・勤         先 物 取 引         均 等 割 額 ⑦       12月分       

医 療 費       配 偶 者         森 林 環 境 税 額 ⑧       1月分       

社 会 保 険 料       配 偶 者 特 別       控

配 

老

配 

扶養親族該当区分 本人該当区分 繰

越

損

失 

  特 別 徴 収 税 額 ⑨       2月分       

小規模企業共済       扶 養       特

定 

同

老 

老

人 

歳
未
満 

そ

の

他 

同

障 

特

障 

他

障 

未
成
年
者 

特

障 

他

障 

寡

婦 

ひ
と
り
親 

勤
労
学
生 

控 除 不 足 額 ⑩       3月分       

生 命 保 険 料       基 礎       既充当・既委託納付額⑪       4月分       

地 震 保 険 料       所得控除合計②                                         既 納 付 額 ⑫       5月分       

(摘要) 差引納付額(⑨－⑫－⑩，⑪)        

             問合せ先 

変 更 前 税 額 ⑬       

増 減 額(⑨－⑬)       

変 更 月 月 

 

令和  年度 給与所得等に係る市町村民税・道府県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用) 
  

税

額 

市

町

村 

税額控除前所得割額④       

  

納 付 額 

  

受 給 者 番 号 氏 名 指 定 番 号 

所

得 

給 与 収 入         
主 た る 給 与
以 外 の 合 算
所 得 区 分 

営

業

等 

農

業 

不

動

産 

利

子 

配

当 

給

与 

雑 

譲
渡
・
一
時 

  

課

税

標

準 

総 所 得 ③           税 額 控 除 額 ⑤       6月分             

給与所得(所得金

額調整控除後 ) 
        山 林 所 得 

        
所 得 割 額 ⑥ 

      
7月分       住 所 宛 名 番 号 

その他の所得計                         分 離 短 期 譲 渡         均 等 割 額 ⑦       8月分           

  
総所得金額① 

      
分 離 長 期 譲 渡         

道

府

県 

税額控除前所得割額④       9月分       あなたの特別徴収税額を左記のとおり決定(変更)したので、地方税法第41
条、第319条及び第321条の4(第321条の6)の規定によって通知します。また、
この通知書の記載事項に不服がある場合は、この通知書を受け取った日の翌日
から起算して3ヶ月以内に市(町・村)長に対して審査請求をすることができま
す。この特別徴収税額の決定の取消しを求める訴えは、前記の審査請求に係る
裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6ヶ月以内に市(町・村)を被告とし
て(市(町・村)長が被告の代表者となります。)提起することができます。 
なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなけれ
ば提起することができないこととされていますが、①審査請求があった日から
3ヶ月を経過しても裁決がないとき、②処分、処分の執行又は手続きの続行に
より生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、③その他裁決を経
ないことにつき正当な理由があるときは、裁決を経ないでも処分の取消しの訴
えを提起することができます。 

 
令和    年    月    日 

 
市町村長  氏 名   印   

  株 式 等 の 譲 渡         税 額 控 除 額 ⑤       10月分       

上場株式等の配当等         所 得 割 額 ⑥       11月分       

所

得

控

除 

雑 損       障・寡・ひ・勤         先 物 取 引         均 等 割 額 ⑦       12月分       

医 療 費       配 偶 者         森 林 環 境 税 額 ⑧       1月分       

社 会 保 険 料       配 偶 者 特 別       控

配 

老

配 

扶養親族該当区分 本人該当区分 繰

越

損

失 

  特 別 徴 収 税 額 ⑨       2月分       

小規模企業共済       扶 養       特

定 

同

老 

老

人 

歳
未
満 

そ

の

他 

同

障 

特

障 

他

障 

未
成
年
者 

特

障 

他

障 

寡

婦 

ひ
と
り
親 

勤
労
学
生 

控 除 不 足 額 ⑩       3月分       

生 命 保 険 料       基 礎       既充当・既委託納付額⑪       4月分       

地 震 保 険 料       所得控除合計②                                         既 納 付 額 ⑫       5月分       

(摘要) 差引納付額(⑨－⑫－⑩，⑪)        

             問合せ先 

変 更 前 税 額 ⑬       

増 減 額(⑨－⑬)       

変 更 月 月 
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特別徴収義務者名   
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第三号様式別表裏面(第二条関係) 
 

◎税額の計算方法 

 総所得金額①－所得控除合計②＝課税総所得金額③ 

 課税総所得金額③×税率＝税額控除前所得割額④ 

 税額控除前所得割額④－税額控除額⑤＝所得割額⑥ 

 所得割額⑥＋均等割額⑦＋森林環境税額⑧＝特
別徴収税額⑨ 

 特別徴収税額⑨－控除不足額⑩＝差引納付額 
 

(注)1 分離課税の所得がある場合は計算

方法が異なります。 

  2 「税額控除額⑤」は調整控除、配当

控除、住宅借入金等特別税額控除、寄

附金税額控除、配当割額又は株式等譲

渡所得割額の控除等の控除額の合算

額を記載しています。 

  3 「控除不足額⑩」は所得割額より控

除することができなかった配当割額

又は株式等譲渡所得割額の控除の額

のことです。 

◎税率 
 ・均等割 

   市町村民税   円 道府県民税  円 

 ・所得割(総合課税分) 

   市町村民税  ％ 道府県民税  ％ 

 ・森林環境税 1,000円 

◎所得控除 

  社会保険料
控除等 

支払金額 
  納税者本人の

所得金額 
 
900万円
以下 

900万円超
950万円
以下 

950万円超
1,000万
円以下 

  

基 礎
控 除 

納税者本人の
所得金額 

2,400万円以下 43万円   ◎税額控除(配当控除)   ◎税額控除(寄附金税額控除) 

2,400万円超2,450万円以下 29万円 
課税所得金額 

 
種 類 

 1,000万円

以下の部分 

 1,000万円

超の部分 

 前年中に次に掲げる寄附金を支出し、合計額(寄附金の
合計額が総所得金額等の合計額の30％を超える場合には
当該30％に相当する金額)が2千円を超える場合には、その
超える金額の道府県民税は4％、市町村民税は6％に相当す
る金額 
1 都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金 
2 住所地の道府県共同募金会又は日本赤十字社の支部
に対する寄附金 
3 所得税法等に規定される寄附金控除の対象のうち、
住民の福祉の増進に寄与する寄附金として住所地の道
府県又は市町村の条例で定めるもの 
4 特定非営利活動法人に対する寄附金のうち、住民の
福祉の増進に寄与する寄附金として住所地の道府県又
は市町村の条例で定めるもの 
 ただし、1のうち、特例控除の対象となる寄附金が2
千円を超える場合は、その超える金額に、下表の左欄の
区分に応じて右欄の割合を乗じて得た額の道府県民税
は5分の2、市町村民税は5分の3に相当する金額をさらに
加算した金額(所得割の20％に相当する金額を超えると
きは、その20％に相当する金額) 

生

命

保

険

料

控

除 

支払金額 控除額 
2,450万円超2,500万円以下 15万円 

新

契

約 

12,000円以下のとき 全額 配偶者
控 除 

一般 33万円 22万円 11万円 
◎税額控除(調整控除) 市町村

民税 
道府県
民税 

市町村
民税 

道府県
民税 12,000円超32,000円以下のとき 支払金額の1/2＋6,000円 老人 38万円 26万円 13万円 

 納税者本人の合計所得金額が2,500万円以下の場合、下記の

区分に応じた金額 

合計課税所得金額が200万円以下の者 

 次の①と②のいずれか少ない額の5％(道府県民税2％、市町

村民税3％)に相当する金額 

  ①下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合に

おいては、同表金額欄に掲げる金額を合算した金額 

  ②合計課税所得金額 

合計課税所得金額が200万円超の者 

 ①の金額から②の金額を控除した金額(5万円を下回る場合

は5万円)の5％(道府県民税2％、市町村民税3％)に相当する

金額 

  ①下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合に

おいては、同表金額欄に掲げる金額を合算した金額 

  ②合計課税所得金額から200万円を控除した金額 

32,000円超56,000円以下のとき 支払金額の1/4＋14,000円 

配

偶

者

特

別

控

除 

所得金額 控除額 利益の配当等 1.6％ 1.2％ 0.8％ 0.6％ 

56,000円超のとき 28,000円 外貨建等以外の証券投資信託 0.8％ 0.6％ 0.4％ 0.3％ 
 48万円超
95万円以下 

33万円 22万円 11万円 旧

契

約 

15,000円以下のとき 全額 外貨建等証券投資信託 0.4％ 0.3％ 0.2％ 0.15％ 

15,000円超40,000円以下のとき 支払金額の1/2＋7,500円  95万円超
100万円以下 

33万円 22万円 11万円 ◎税額控除(住宅借入金等特別税額控除) 

40,000円超70,000円以下のとき 支払金額の1/4＋17,500円  前年分の所得税において平成21年から令和7年までの入居に係

る住宅借入金等特別控除の適用を受けた場合、①から②を控除し

た金額(前年分の所得税に係る課税総所得金額等の100分の5に相

当する金額(97,500円を限度)を超える場合には、当該金額)に下

欄の割合を乗じた金額 

ただし、居住年が平成26年から令和3年まで(地方税法附則第61

条の規定の適用がある場合は令和4年まで)であって、特定取得、

特別特定取得(特定取得及び特別特例取得を含む。)又は特例特別

特例取得に該当する場合には、「100分の5」を「100分の7」と、

「97,500円」を「136,500円」として計算した金額 

① 前年分の所得税に係る住宅借入金等特別控除額(特定増改築

等に係る住宅借入金等の金額又は平成19年若しくは平成20

年の居住年に係る住宅借入金等の金額を有する場合には、当

該金額がなかったものとして計算した金額) 

② 前年分の所得税の額(住宅借入金等特別控除等適用前の金

額) 

 100万円超
105万円以下 

31万円 21万円 11万円 
70,000円超のとき 35,000円 

一般生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料

について、それぞれ上の算式により計算した控除額の

合計額(限度額70,000円) 

一般生命保険料又は個人年金保険料については、新契

約と旧契約の双方について控除の適用を受ける場合、

新契約と旧契約それぞれ上の算式により計算した控

除額の合計額(限度額28,000円) 

 105万円超
110万円以下 

26万円 18万円 9万円 

 110万円超
115万円以下 

21万円 14万円 7万円 

 115万円超
120万円以下 

16万円 11万円 6万円 

課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額 割合 
 120万円超
125万円以下 

11万円 8万円 4万円 
0円以上195万円以下 84.895％ 

地

震

保

険

料

控

除 

支払金額 控除額 控除の種類 金額 控除の種類 金額 
 125万円超
130万円以下 

6万円 4万円 2万円 195万円超330万円以下 79.79％  

地

震

保

険

料 

50,000円以下のとき 支払金額の1/2 基礎控除 5万円 
納税者本人の
所得金額 

900万円
以下 

900万円超 
950万円
以下 

950万円
超1,000
万円以下 330万円超695万円以下 69.58％ 

 130万円超
133万円以下 

3万円 2万円 1万円 
50,000円超のとき 25,000円 

障害者
控 除 

普通 1万円 配偶者
控 除 

一般 5万円 4万円 2万円 695万円超900万円以下 66.517％ 

雑損控除 
(実質損失額－総所得金額等の合計額×
10％)又は(災害関連支出の金額－5万円)
のうちいずれか高い方の金額 

障 害 者 控 除 
(特別障害者) 

(同居特別障害者) 

26万円 
30万円 
53万円 

扶

養

控

除 

一般 33万円 特別 10万円 老人 10万円 6万円 3万円 900万円超1,800万円以下 56.307％ 
旧

長

期

契

約 

5,000円以下のとき 全額 
同居特別 22万円 

 

配
偶
者

特
別
控
除 

48万円超
50万円未満 

5万円 4万円 2万円 市町村民税 3/5 道府県民税 2/5 1,800万円超4,000万円以下 49.16％ 
5,000円超15,000円以下

のとき 
支払金額の1/2＋2,500円 

老人 38万円 

医療費控除 

医療費の実質負担額－(10万円と総
所得金額等の5％のいずれか低い金
額)(限度額200万円) 
 
※地方税法附則第4条の4の規定の
適用を選択する場合 
特定一般用医薬品等購入費－1万2
千円(限度額8万8千円) 

寡 婦 控 除 1万円 ◎税額控除(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除) 4,000万円超 44.055％ 
50万円以上
55万円未満 3万円 2万円 1万円 寡 婦 控 除 26万円 特定 45万円 ひとり

親控除 

父 1万円 区 分 市町村民税 道府県民税 0円未満 
(課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有しない場合) 

90％ 
15,000円超のとき 10,000円 

ひとり親控除 30万円 母 5万円 扶 養

控 除 

一般 5万円 老人 10万円 配 当 割 又 は
株式等譲渡所得割 

3/5 2/5 
地震保険料、旧長期契約の両方がある場合は、限度額は25,000円 

同 居
老親等 

45万円 
0円未満 
(課税山林所得金額又は課税退職所得金額を有する場合) 

地方税法に定

める割合 勤労学生控除 26万円 勤労学生控除 1万円 特定 18万円 同居老親等 13万円 

 

◎税額の計算方法 

 総所得金額①－所得控除合計②＝課税総所得金額③ 

 課税総所得金額③×税率＝税額控除前所得割額④ 

 税額控除前所得割額④－税額控除額⑤＝所得割額⑥ 

 所得割額⑥＋均等割額⑦＋森林環境税額⑧＝特
別徴収税額⑨ 

 特別徴収税額⑨－控除不足額⑩＝差引納付額 
 

(注)1 分離課税の所得がある場合は計算

方法が異なります。 

  2 「税額控除額⑤」は調整控除、配当

控除、住宅借入金等特別税額控除、寄

附金税額控除、配当割額又は株式等譲

渡所得割額の控除等の控除額の合算

額を記載しています。 

  3 「控除不足額⑩」は所得割額より控

除することができなかった配当割額

又は株式等譲渡所得割額の控除の額

のことです。 

◎税率 
 ・均等割 

   市町村民税   円 道府県民税  円 

 ・所得割(総合課税分) 

   市町村民税  ％ 道府県民税  ％ 

 ・森林環境税 1,000円 

◎所得控除 

  社会保険料
控除等 支払金額 

  納税者本人の
所得金額 

 
900万円
以下 

900万円超
950万円
以下 

950万円超
1,000万
円以下 

  

基 礎
控 除 

納税者本人の
所得金額 

2,400万円以下 43万円   ◎税額控除(配当控除)   ◎税額控除(寄附金税額控除) 

2,400万円超2,450万円以下 29万円 
課税所得金額 

 

種 類 

 1,000万円
以下の部分 

 1,000万円
超の部分 

 前年中に次に掲げる寄附金を支出し、合計額(寄附金の
合計額が総所得金額等の合計額の30％を超える場合には
当該30％に相当する金額)が2千円を超える場合には、その
超える金額の道府県民税は4％、市町村民税は6％に相当す
る金額 
1 都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金 
2 住所地の道府県共同募金会又は日本赤十字社の支部
に対する寄附金 
3 所得税法等に規定される寄附金控除の対象のうち、
住民の福祉の増進に寄与する寄附金として住所地の道
府県又は市町村の条例で定めるもの 
4 特定非営利活動法人に対する寄附金のうち、住民の
福祉の増進に寄与する寄附金として住所地の道府県又
は市町村の条例で定めるもの 
 ただし、1のうち、特例控除の対象となる寄附金が2
千円を超える場合は、その超える金額に、下表の左欄の
区分に応じて右欄の割合を乗じて得た額の道府県民税
は5分の2、市町村民税は5分の3に相当する金額をさらに
加算した金額(所得割の20％に相当する金額を超えると
きは、その20％に相当する金額) 

生

命

保

険

料

控

除 

支払金額 控除額 
2,450万円超2,500万円以下 15万円 

新

契

約 

12,000円以下のとき 全額 配偶者
控 除 

一般 33万円 22万円 11万円 
◎税額控除(調整控除) 市町村

民税 
道府県
民税 

市町村
民税 

道府県
民税 12,000円超32,000円以下のとき 支払金額の1/2＋6,000円 老人 38万円 26万円 13万円 

 納税者本人の合計所得金額が2,500万円以下の場合、下記の

区分に応じた金額 

合計課税所得金額が200万円以下の者 

 次の①と②のいずれか少ない額の5％(道府県民税2％、市町

村民税3％)に相当する金額 

  ①下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合に

おいては、同表金額欄に掲げる金額を合算した金額 

  ②合計課税所得金額 

合計課税所得金額が200万円超の者 

 ①の金額から②の金額を控除した金額(5万円を下回る場合

は5万円)の5％(道府県民税2％、市町村民税3％)に相当する

金額 

  ①下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合に

おいては、同表金額欄に掲げる金額を合算した金額 

  ②合計課税所得金額から200万円を控除した金額 

32,000円超56,000円以下のとき 支払金額の1/4＋14,000円 

配

偶

者

特

別

控

除 

所得金額 控除額 利益の配当等 1.6％ 1.2％ 0.8％ 0.6％ 

56,000円超のとき 28,000円 外貨建等以外の証券投資信託 0.8％ 0.6％ 0.4％ 0.3％ 
 48万円超
95万円以下 

33万円 22万円 11万円 旧

契

約 

15,000円以下のとき 全額 外貨建等証券投資信託 0.4％ 0.3％ 0.2％ 0.15％ 

15,000円超40,000円以下のとき 支払金額の1/2＋7,500円  95万円超
100万円以下 

33万円 22万円 11万円 ◎税額控除(住宅借入金等特別税額控除) 

40,000円超70,000円以下のとき 支払金額の1/4＋17,500円  前年分の所得税において平成21年から令和7年までの入居に係

る住宅借入金等特別控除の適用を受けた場合、①から②を控除し

た金額(前年分の所得税に係る課税総所得金額等の100分の5に相

当する金額(97,500円を限度)を超える場合には、当該金額)に下

欄の割合を乗じた金額 

ただし、居住年が平成26年から令和3年まで(地方税法附則第61

条の規定の適用がある場合は令和4年まで)であって、特定取得、

特別特定取得(特定取得及び特別特例取得を含む。)又は特例特別

特例取得に該当する場合には、「100分の5」を「100分の7」と、

「97,500円」を「136,500円」として計算した金額 

① 前年分の所得税に係る住宅借入金等特別控除額(特定増改築

等に係る住宅借入金等の金額又は平成19年若しくは平成20

年の居住年に係る住宅借入金等の金額を有する場合には、当

該金額がなかったものとして計算した金額) 

② 前年分の所得税の額(住宅借入金等特別控除等適用前の金

額) 

 100万円超
105万円以下 

31万円 21万円 11万円 
70,000円超のとき 35,000円 

一般生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料

について、それぞれ上の算式により計算した控除額の

合計額(限度額70,000円) 

一般生命保険料又は個人年金保険料については、新契

約と旧契約の双方について控除の適用を受ける場合、

新契約と旧契約それぞれ上の算式により計算した控

除額の合計額(限度額28,000円) 

 105万円超
110万円以下 

26万円 18万円 9万円 

 110万円超
115万円以下 

21万円 14万円 7万円 

 115万円超
120万円以下 

16万円 11万円 6万円 

課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額 割合 
 120万円超
125万円以下 

11万円 8万円 4万円 
0円以上195万円以下 84.895％ 

地

震

保

険

料

控

除 

支払金額 控除額 控除の種類 金額 控除の種類 金額 
 125万円超
130万円以下 

6万円 4万円 2万円 195万円超330万円以下 79.79％  

地

震

保

険

料 

50,000円以下のとき 支払金額の1/2 基礎控除 5万円 
納税者本人の
所得金額 

900万円
以下 

900万円超 
950万円
以下 

950万円
超1,000
万円以下 330万円超695万円以下 69.58％ 

 130万円超
133万円以下 

3万円 2万円 1万円 
50,000円超のとき 25,000円 

障害者
控 除 

普通 1万円 配偶者
控 除 

一般 5万円 4万円 2万円 695万円超900万円以下 66.517％ 

雑損控除 
(実質損失額－総所得金額等の合計額×
10％)又は(災害関連支出の金額－5万円)
のうちいずれか高い方の金額 

障 害 者 控 除 
(特別障害者) 

(同居特別障害者) 

26万円 
30万円 
53万円 

扶

養

控

除 

一般 33万円 特別 10万円 老人 10万円 6万円 3万円 900万円超1,800万円以下 56.307％ 
旧

長

期

契

約 

5,000円以下のとき 全額 
同居特別 22万円 

 

配
偶
者

特
別
控
除 

48万円超
50万円未満 5万円 4万円 2万円 

市町村民税 3/5 道府県民税 2/5 1,800万円超4,000万円以下 49.16％ 
5,000円超15,000円以下

のとき 
支払金額の1/2＋2,500円 

老人 38万円 

医療費控除 

医療費の実質負担額－(10万円と総
所得金額等の5％のいずれか低い金
額)(限度額200万円) 
 
※地方税法附則第4条の4の規定の
適用を選択する場合 
特定一般用医薬品等購入費－1万2
千円(限度額8万8千円) 

寡 婦 控 除 1万円 ◎税額控除(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除) 4,000万円超 44.055％ 
50万円以上
55万円未満 3万円 2万円 1万円 寡 婦 控 除 26万円 特定 45万円 ひとり

親控除 

父 1万円 区 分 市町村民税 道府県民税 0円未満 
(課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有しない場合) 

90％ 
15,000円超のとき 10,000円 

ひとり親控除 30万円 母 5万円 扶 養

控 除 

一般 5万円 老人 10万円 配 当 割 又 は

株式等譲渡所得割 
3/5 2/5 

地震保険料、旧長期契約の両方がある場合は、限度額は25,000円 
同 居
老親等 

45万円 
0円未満 
(課税山林所得金額又は課税退職所得金額を有する場合) 

地方税法に定

める割合 勤労学生控除 26万円 勤労学生控除 1万円 特定 18万円 同居老親等 13万円 

 

◎税額の計算方法 

 総所得金額①－所得控除合計②＝課税総所得金額③ 

 課税総所得金額③×税率＝税額控除前所得割額④ 

 税額控除前所得割額④－税額控除額⑤＝所得割額⑥ 

 所得割額⑥＋均等割額⑦＋森林環境税額⑧＝特
別徴収税額⑨ 

 特別徴収税額⑨－控除不足額⑩＝差引納付額 
 

(注)1 分離課税の所得がある場合は計算

方法が異なります。 

  2 「税額控除額⑤」は調整控除、配当

控除、住宅借入金等特別税額控除、寄

附金税額控除、配当割額又は株式等譲

渡所得割額の控除等の控除額の合算

額を記載しています。 

  3 「控除不足額⑩」は所得割額より控

除することができなかった配当割額

又は株式等譲渡所得割額の控除の額

のことです。 

◎税率 
 ・均等割 

   市町村民税   円 道府県民税  円 

 ・所得割(総合課税分) 

   市町村民税  ％ 道府県民税  ％ 

 ・森林環境税 1,000円 

◎所得控除 

  社会保険料
控除等 支払金額 

  納税者本人の
所得金額 

 
900万円
以下 

900万円超
950万円
以下 

950万円超
1,000万
円以下 

  

基 礎

控 除 

納税者本人の

所得金額 

2,400万円以下 43万円   ◎税額控除(配当控除)   ◎税額控除(寄附金税額控除) 

2,400万円超2,450万円以下 29万円 
課税所得金額 

 
種 類 

 1,000万円
以下の部分 

 1,000万円
超の部分 

 前年中に次に掲げる寄附金を支出し、合計額(寄附金の
合計額が総所得金額等の合計額の30％を超える場合には
当該30％に相当する金額)が2千円を超える場合には、その
超える金額の道府県民税は4％、市町村民税は6％に相当す
る金額 
1 都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金 
2 住所地の道府県共同募金会又は日本赤十字社の支部
に対する寄附金 
3 所得税法等に規定される寄附金控除の対象のうち、
住民の福祉の増進に寄与する寄附金として住所地の道
府県又は市町村の条例で定めるもの 
4 特定非営利活動法人に対する寄附金のうち、住民の
福祉の増進に寄与する寄附金として住所地の道府県又
は市町村の条例で定めるもの 
 ただし、1のうち、特例控除の対象となる寄附金が2
千円を超える場合は、その超える金額に、下表の左欄の
区分に応じて右欄の割合を乗じて得た額の道府県民税
は5分の2、市町村民税は5分の3に相当する金額をさらに
加算した金額(所得割の20％に相当する金額を超えると
きは、その20％に相当する金額) 

生

命

保

険

料

控

除 
支払金額 控除額 

2,450万円超2,500万円以下 15万円 
新

契

約 

12,000円以下のとき 全額 配偶者
控 除 

一般 33万円 22万円 11万円 
◎税額控除(調整控除) 市町村

民税 
道府県
民税 

市町村
民税 

道府県
民税 12,000円超32,000円以下のとき 支払金額の1/2＋6,000円 老人 38万円 26万円 13万円 

 納税者本人の合計所得金額が2,500万円以下の場合、下記の

区分に応じた金額 

合計課税所得金額が200万円以下の者 

 次の①と②のいずれか少ない額の5％(道府県民税2％、市町

村民税3％)に相当する金額 

  ①下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合に

おいては、同表金額欄に掲げる金額を合算した金額 

  ②合計課税所得金額 

合計課税所得金額が200万円超の者 

 ①の金額から②の金額を控除した金額(5万円を下回る場合

は5万円)の5％(道府県民税2％、市町村民税3％)に相当する

金額 

  ①下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合に

おいては、同表金額欄に掲げる金額を合算した金額 

  ②合計課税所得金額から200万円を控除した金額 

32,000円超56,000円以下のとき 支払金額の1/4＋14,000円 

配

偶

者

特

別

控

除 

所得金額 控除額 利益の配当等 1.6％ 1.2％ 0.8％ 0.6％ 

56,000円超のとき 28,000円 外貨建等以外の証券投資信託 0.8％ 0.6％ 0.4％ 0.3％ 
 48万円超
95万円以下 

33万円 22万円 11万円 旧

契

約 

15,000円以下のとき 全額 外貨建等証券投資信託 0.4％ 0.3％ 0.2％ 0.15％ 

15,000円超40,000円以下のとき 支払金額の1/2＋7,500円  95万円超
100万円以下 

33万円 22万円 11万円 ◎税額控除(住宅借入金等特別税額控除) 

40,000円超70,000円以下のとき 支払金額の1/4＋17,500円  前年分の所得税において平成21年から令和7年までの入居に係

る住宅借入金等特別控除の適用を受けた場合、①から②を控除し

た金額(前年分の所得税に係る課税総所得金額等の100分の5に相

当する金額(97,500円を限度)を超える場合には、当該金額)に下

欄の割合を乗じた金額 

ただし、居住年が平成26年から令和3年まで(地方税法附則第61

条の規定の適用がある場合は令和4年まで)であって、特定取得、

特別特定取得(特定取得及び特別特例取得を含む。)又は特例特別

特例取得に該当する場合には、「100分の5」を「100分の7」と、

「97,500円」を「136,500円」として計算した金額 

① 前年分の所得税に係る住宅借入金等特別控除額(特定増改築

等に係る住宅借入金等の金額又は平成19年若しくは平成20

年の居住年に係る住宅借入金等の金額を有する場合には、当

該金額がなかったものとして計算した金額) 

② 前年分の所得税の額(住宅借入金等特別控除等適用前の金

額) 

 100万円超
105万円以下 

31万円 21万円 11万円 
70,000円超のとき 35,000円 

一般生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料

について、それぞれ上の算式により計算した控除額の

合計額(限度額70,000円) 

一般生命保険料又は個人年金保険料については、新契

約と旧契約の双方について控除の適用を受ける場合、

新契約と旧契約それぞれ上の算式により計算した控

除額の合計額(限度額28,000円) 

 105万円超
110万円以下 

26万円 18万円 9万円 

 110万円超
115万円以下 

21万円 14万円 7万円 

 115万円超
120万円以下 

16万円 11万円 6万円 

課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額 割合 
 120万円超
125万円以下 

11万円 8万円 4万円 
0円以上195万円以下 84.895％ 

地

震

保

険

料

控

除 

支払金額 控除額 控除の種類 金額 控除の種類 金額 
 125万円超
130万円以下 

6万円 4万円 2万円 195万円超330万円以下 79.79％  

地

震

保

険

料 

50,000円以下のとき 支払金額の1/2 基礎控除 5万円 
納税者本人の
所得金額 

900万円
以下 

900万円超 
950万円
以下 

950万円
超1,000
万円以下 330万円超695万円以下 69.58％ 

 130万円超
133万円以下 

3万円 2万円 1万円 
50,000円超のとき 25,000円 

障害者
控 除 

普通 1万円 配偶者
控 除 

一般 5万円 4万円 2万円 695万円超900万円以下 66.517％ 

雑損控除 
(実質損失額－総所得金額等の合計額×
10％)又は(災害関連支出の金額－5万円)
のうちいずれか高い方の金額 

障 害 者 控 除 
(特別障害者) 

(同居特別障害者) 

26万円 
30万円 
53万円 

扶

養

控

除 

一般 33万円 特別 10万円 老人 10万円 6万円 3万円 900万円超1,800万円以下 56.307％ 
旧

長

期

契

約 

5,000円以下のとき 全額 
同居特別 22万円 

 

配
偶
者

特
別
控
除 

48万円超
50万円未満 5万円 4万円 2万円 

市町村民税 3/5 道府県民税 2/5 1,800万円超4,000万円以下 49.16％ 
5,000円超15,000円以下

のとき 
支払金額の1/2＋2,500円 

老人 38万円 

医療費控除 

医療費の実質負担額－(10万円と総
所得金額等の5％のいずれか低い金
額)(限度額200万円) 
 
※地方税法附則第4条の4の規定の
適用を選択する場合 
特定一般用医薬品等購入費－1万2
千円(限度額8万8千円) 

寡 婦 控 除 1万円 ◎税額控除(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除) 4,000万円超 44.055％ 
50万円以上
55万円未満 3万円 2万円 1万円 寡 婦 控 除 26万円 特定 45万円 ひとり

親控除 

父 1万円 区 分 市町村民税 道府県民税 0円未満 
(課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有しない場合) 

90％ 
15,000円超のとき 10,000円 

ひとり親控除 30万円 母 5万円 扶 養

控 除 

一般 5万円 老人 10万円 配 当 割 又 は
株式等譲渡所得割 

3/5 2/5 
地震保険料、旧長期契約の両方がある場合は、限度額は25,000円 

同 居
老親等 

45万円 
0円未満 
(課税山林所得金額又は課税退職所得金額を有する場合) 

地方税法に定

める割合 勤労学生控除 26万円 勤労学生控除 1万円 特定 18万円 同居老親等 13万円 

 

 

備考 1 市町村は、この通知に不服がある場合における救済の方法及び取消訴訟を行う場合の被告とすべき者、出訴期間等を記載すること。 

   2 受給者番号は、給与支払報告書(個人別明細書)に記載された当該納税義務者の受給者番号を記載すること。 

   3 市町村は、変更となった理由を摘要欄に記載すること。 

   4 差引納付額欄は、特別徴収税額⑨から既納付額⑫を差し引いた額から控除不足額⑩又は既充当・既委託納付額⑪のいずれか大きい方の額を差し引くこと。 

   5 変更前税額⑬欄は、税額を変更する前の既に通知した額を記載すること。 

   6 地方自治法第252条の19第1項の市にあっては、裏面中「2％」とあるのは「1％」と、「3％」とあるのは「4％」と、「1.6％」とあるのは「2.24％」と、「0.8％」とあるのは「1.12％」と、「0.4％」とあるのは「0.56％」と、「1.2％」とあるのは「0.56％」と、「0.6％」とあ 

    るのは「0.28％」と、「0.3％」とあるのは「0.14％」と、「0.2％」とあるのは「0.28％」と、「0.15％」とあるのは「0.07％」と、 市町村民税 3/5 道府県民税 2/5 」とあるのは「 市町村民税 4/5 道府県民税 1/5 」と、「4％」とあるのは「2％」と、 

    「6％」とあるのは「8％」と、「5分の2」とあるのは「5分の1」と、「5分の3」とあるのは「5分の4」とする。 
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第四号様式(第二条関係) 

第     号 督 促 状 

納税者また

は特別徴収

義務者 

氏名または

名 称 
殿   

住所または

所 在 地 
  

令 和   年

  (度) 分 

市町村民税        円 

道府県民税        円 

森林環境税        円 

第        期 (月) 分 

税 額 ま た は

納 入 金 額 

百 十 万 千 百 十 円 

延 滞 金 

 納期限の翌日から納付(入)の日までの期間の日数に応じ、税額または

納入金額(1,000円未満の端数があるとき、またはその全額が2,000円未

満であるときは、その端数金額または全額を切り捨てます。)に年14.6

パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、

年7.3パーセント)の割合(平成12年1月1日から平成25年12月31日までの

期間については、当該期間の属する各年の前年の11月30日を経過する時

における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手

形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合が年7.3パーセ

ントの割合に満たない場合には、その年中においては、年7.3パーセン

トの割合にあっては、当該商業手形の基準割引率に年4パーセントの割

合を加算した割合とします。平成26年1月1日から令和2年12月31日まで

の期間については、当該期間の属する各年の前年に所得税法等の一部を

改正する法律(令和2年法律第8号)による改正前の租税特別措置法第93

条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算し

た割合(以下「特例基準割合」という。)が年7.3パーセントの割合に満

たない場合には、その年(以下「特例基準割合適用年」という。)中にお

いては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年に

おける特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年

7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの

割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超

える場合には、年7.3パーセントの割合)とします。令和3年1月1日以後

の期間については、当該期間の属する各年の租税特別措置法第93条第2

項に規定する平均貸付割合に年1パーセントの割合を加算した割合(以

下「延滞金特例基準割合」という。)が年7.3パーセントの割合に満たな

い場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあっては

その年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算し

た割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割

合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3

パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)としま

す。)を乗じて計算した金額。この場合における年当たりの割合は、閏

年の日を含む期間についても、365日当たりの割合です。 

督促手数料 円  

  上記の金額を至急市(町、村)指定金融機関等(会計管理者)に納付(入)して下さい。 

  令和  年  月  日 

市町村長   氏 名      印  

 

じゅん 

備考 1 この督促状は、第4号の2様式による督促以外の督促について使用すること。 

   2 分離課税に係る所得割の場合には、「令和  年(度)分」の欄は「令和  年分」

として記載し、「第  期(月)分」の欄には記載しないこと。 

   3 市町村は、この督促状発付の日から起算して10日を経過した日までに完納しな

い場合における措置ならびにこの督促に不服がある場合における救済の方法およ

び取消訴訟を行う場合の被告とすべき者、出訴期間等を記載すること。 
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第四号の二様式(第二条関係) 

第    号 督 促 状 

特別徴収義務者 

氏 名 又 は
名 称 殿  

 住 所 又 は
所 在 地   

令 和  年 分 
市町村民税                      円 
道府県民税                      円 第    月分 

納 入 金 額 
百 十 万 千 百 十 円 

  基礎となる税額 課 率 加 算 金 額 

更正 (決定 )

による加算

金額 

過少申告加算金額 

通 常 分 
円 

 100 
10

 

① 

円 

 5％加重分   
 100 

5
 

不申告加算金額 

15％適用分   
 100 

51
 

②    5％加重分   
 100 

5
 

10％加重分   
 100 

10
 

 5％適用分   
 100 

5
 ③   

重 加 算 金 額 

35％適用分   
 100 

53
 

④   

10％加重分   
 100 

10
 

40％適用分   
 100 

40
 

⑤   

10％加重分   
 100 

10
 

納 入 額 ①＋②＋③＋④＋⑤   

延 滞 金 

 納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、納入金額(1,000円未満の端数があるとき、

又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てます。)に年14.6パー

セント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合(平成12

年1月1日から平成25年12月31日までの期間については、当該期間の属する各年の前年の11月30日を

経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に

年4パーセントの割合を加算した割合が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中にお

いては、年7.3パーセントの割合にあっては、当該商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を

加算した割合とします。平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間については、当該期間の属

する各年の前年に所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)による改正前の租税特別措

置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合(以下「特例基

準割合」という。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下「特例基準割合適用

年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における

特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当

該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割

合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とします。令和3年1月1日以後の期間については、当

該期間の属する各年の租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1パーセントの割合

を加算した割合(以下「延滞金特例基準割合」という。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合に

は、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合

に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例

基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超

える場合には、年7.3パーセントの割合)とします。)を乗じて計算した金額。この場合における年当

たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合です。 

督促手数料 円  

  上記の金額が滞納となっていますので至急市(町、村)指定金融機関等(会計管理者)に納入してください。 

  令和  年  月  日 

市町村長   氏 名      印  

 

じゅん 

備考 1 この督促状は、法第328条の5第1項に規定する特別徴収義務者に対する督促について使用すること。 

   2 市町村は、この督促状発付の日から起算して10日を経過した日までに完納しない場合における措置ならびに

この督促に不服がある場合における救済の方法および取消訴訟を行う場合の被告とすべき者、出訴期間等を記

載すること。 

   3 「過少申告加算金額」欄の「通常分」の欄には、法第328条の11第1項に規定する対象不足金額を、「5％加重

分」の欄には、当該対象不足金額のうちの同項の規定による加算すべき金額の基礎となる税額を、「①」の欄

には、通常分及び5％加重分として計算した金額の合計額をそれぞれ記載すること。 

   4 「不申告加算金額」欄の「15％適用分」の欄には、法第328条の11第2項に規定する納入すべき税額を、「5％

加重分」の欄には、当該納入すべき税額のうちの同条第3項の規定による加算すべき金額の基礎となる税額を、

「10％加重分」の欄には、当該納入すべき税額のうちの同条第4項の規定による加算すべき金額の基礎となる

税額を、「②」の欄には、15％適用分及び加重分として計算した金額の合計額をそれぞれ記載すること。 

   5 「重加算金額」欄の「35％適用分」の欄には、法第328条の12第1項に規定する不足金額を、「10％加重分」の

欄には、当該不足金額のうちの同条第3項の規定による加算すべき金額の基礎となる税額を、「④」の欄には、

35％適用分及び10％加重分として計算した金額の合計額をそれぞれ記載すること。 

   6 「重加算金額」欄の「40％適用分」の欄には、法第328条の12第2項に規定する計算の基礎となるべき税額を、

「10％加重分」の欄には、当該計算の基礎となるべき税額のうちの同条第3項の規定による加算すべき金額の

基礎となる税額を、「⑤」の欄には、40％適用分及び10％加重分として計算した金額の合計額をそれぞれ記載

すること。 
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第五号の二様式(第二条関係) 

第    号 
市町村民税  
道府県民税  

更正(決定)通知書 令和  年  月分 

特別徴収義務者 
 氏名又は名称                                         殿 
 住所又は所在地 

申告書提出期限 令和  年  月  日 申告書提出年月日 令和  年  月  日 

  
 退職所得控除額

控除後の退職手
当等の金額 

市 町 村 民 税 額 道 府 県 民 税 額 

更正 (決定) による
税額等 

① 円 円 円 

既に納入の確定した
税額 

②       

この通知書により納
入すべき税額 

①－②       

延 滞 金 

 申告納入すべきであった納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、不足金額(1,000

円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切

り捨てます。)に年14.6パーセント(この通知書による納期限までの期間又はその納期限の翌日か

ら1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合(平成12年1月1日から平成25

年12月31日までの期間については、当該期間の属する各年の前年の11月30日を経過する時におけ

る日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4パーセント

の割合を加算した割合が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年7.3

パーセントの割合にあっては、当該商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合

とします。平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間については、当該期間の属する各年の

前年に所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)による改正前の租税特別措置法第93

条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合(以下「特例基準割

合」という。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下「特例基準割合適用年」

という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特

例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当

該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの

割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とします。令和3年1月1日以後の期間については、

当該期間の属する各年の租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1パーセントの

割合を加算した割合(以下「延滞金特例基準割合」という。)が年7.3パーセントの割合に満たない

場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例

基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該

延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセン

トの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とします。)を乗じて計算した金額。この場

合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合です。 

  基礎となる税額 課 率 加 算 金 額 

 

 

 

 

 

更正 (決定 )

による加算

金額 

過少申告加算金額 

通 常 分 
円 

100
10

 

③ 

円 

 5％加重分   
100
5

 

不 申 告 加 算 金 額 

15％適用分   
100
15

 

④    5％加重分   
100
5

 

10％加重分   
100
10

 

 5％適用分   
100
5

 ⑤   

重 加 算 金 額 

35％適用分   
100
35

 

⑥   

10％加重分   
100
10

 

40％適用分   
100
40

 

⑦   

10％加重分   
100
10

 

納 入 額 ③＋④＋⑤＋⑥＋⑦   

納 期 限 令和  年  月  日 納入場所   

   地方税法第328条の9第  項の規定により、上記のとおり更正(決定)しましたので、納期限までに納めてく
ださい。 

    令和  年  月  日 
市町村長  氏 名 印  

じゅん 

備考 1 市町村は、この通知に不服がある場合における救済の方法および取消訴訟を行う

場合の被告とすべき者、出訴期間等を記載すること。 

   2 「過少申告加算金額」欄の「通常分」の欄には、法第328条の11第1項に規定する

対象不足金額を、「5％加重分」の欄には、当該対象不足金額のうちの同項の規定

による加算すべき金額の基礎となる税額を、「③」の欄には、通常分及び5％加重

分として計算した金額の合計額をそれぞれ記載すること。 

   3 「不申告加算金額」欄の「15％適用分」の欄には、法第328条の11第2項に規定す

る納入すべき税額を、「5％加重分」の欄には、当該納入すべき税額のうちの同条

第3項の規定による加算すべき金額の基礎となる税額を、「10％加重分」の欄には、

当該納入すべき税額のうちの同条第4項の規定による加算すべき金額の基礎となる

税額を、「④」の欄には、15％適用分及び加重分として計算した金額の合計額をそ

れぞれ記載すること。 

   4 「重加算金額」欄の「35％適用分」の欄には、法第328条の12第1項に規定する不

足金額を、「10％加重分」の欄には、当該不足金額のうちの同条第3項の規定によ

る加算すべき金額の基礎となる税額を、「⑥」の欄には、35％適用分及び10％加重

分として計算した金額の合計額をそれぞれ記載すること。 

   5 「重加算金額」欄の「40％適用分」の欄には、法第328条の12第2項に規定する計

算の基礎となるべき税額を、「10％加重分」の欄には、当該計算の基礎となるべき

税額のうちの同条第3項の規定による加算すべき金額の基礎となる税額を、「⑦」

の欄には、40％適用分及び10％加重分として計算した金額の合計額をそれぞれ記載

すること。 
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第五号の四様式(第二条関係) 

 

分
離
課
税
に
係
る
所
得
等
の
あ
る
方 

 

こ
の
申
告
書
を
提
出
し
た
方
は
事
業 

令和  年度分  
市 町 村 民 税 
道 府 県 民 税 

 申 告 書 
表 

整 理 番 号   

市町村長殿 
 

提出年月日 

現 住 所   業種又は職業   

 1月1日現在
の 住 所 

  電 話 番 号   

フリガナ 
 

  
個人番号 

  

氏 名   
年 月 日                         

生年
月日 

明・大・昭 
平・令 

・  ・ 
 世帯主
の氏名 

  続柄     
      

3 所得から差し引かれる金額に関する事項  
は
、
「
市
町
村
民
税
・
道
府
県
民
税
申
告
書(

分
離
課
税
等
用)

」
を
あ
わ
せ
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。 

税
の
申
告
書
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
。 

⑬ 
 
社 会 保 険 料

控 除 

社 会 保 険 の 種 類 支 払 っ た 保 険 料   

１ 

収

入

金

額

等 

事

業 

営 業 等 ア 円   
  円 

農 業 イ   
    

    不 動 産 ウ   

合 計   
利 子 エ   

⑮ 
 
生 命 保 険 料

控 除 

新生命保険料の計 旧生命保険料の計 
円 円 

配 当 オ   

新個人年金保険料の計 旧個人年金保険料の計 
給 与 カ   円 円 

介護医療保険料の計 
  

雑 

公的年金等 キ   
円 

業 務 ク   
⑯ 地 震 保

険 料 控 除 

地震保険料の計 旧長期損害保険料の計 
円 円 

そ の 他 ケ   
⑰～⑲ 
寡婦控除、ひ
とり親控除、
勤労学生控除 

⑰ □寡婦控除  
□ 死別 □ 生死不明 
□ 離婚 □ 未帰還  

⑱      
 □ ひとり親

控 除 

 ⑲ □ 勤労学生控除 
(学校名) 総

合
譲
渡 

短 期 コ 
  

長 期 サ 
  

⑳ 
 
障 害 者

控 除 

1 

フリ
ガナ   

障害の
程度 

級 
度 一 時 シ   氏

名 

  

２ 

所

得

金

額 

事
業 

営 業 等 ① 
   個人

番号 
    

                        

農 業 ②   

2 

フリ
ガナ   

障害の
程度 

級 
度 氏

名 

  不 動 産 ③   

 個人
番号 

    
利 子 ④ 

  

                        
 ～  

 
配偶者控除・
配 偶 者 特 別
控除・同一生
計 配 偶 者 

配
偶
者 

フリ
ガナ 

  
生年月日 

明・大・昭 
平・令 ・ ・ 配 当 ⑤   

氏
名 

   配 偶 者 の
合計所得金額 

円 
給 与 ⑥ 

  

 個人
番号 

  □ 
同一生計配偶者(控除
対象配偶者を除く。) 

雑 

公的年金等 ⑦   
          

 
 

扶

養

控

除 

1 

フリ
ガナ 

  
生年
月日 

明・大・昭 
平・令 

・ ・ 
同居・
別居の
区分 

□ 同居 
□ 別居 

続
柄 

  
業務 ⑧   

氏
名 

  
その他 ⑨   

 個人
番号 

  控除額 万円 
合計 

(⑦＋⑧＋⑨) 
⑩                           

2 

フリ
ガナ 

  
生年
月日 

明・大・昭 
平・令 

・ ・ 
同居・
別居の
区分 

□ 同居 
□ 別居 

続
柄 

  総合譲渡・一時 ⑪   氏
名 

  

合 計 ⑫    個人
番号 

  控除額   
                        

４ 

所
得
か
ら
差
し
引
か
れ
る
金
額 

社 会 保 険 料 控 除 ⑬   

3 

フリ
ガナ 

  
生年
月日 

明・大・昭 
平・令 

・ ・ 
同居・
別居の
区分 

□ 同居 
□ 別居 

続
柄 

  小 規 模 企 業
共 済 等 掛 金 控 除 

⑭   氏
名 

  

 個人
番号 

  控除額   生命保険料控除 ⑮   
                        

4 

フリ
ガナ 

  
生年
月日 

明・大・昭 
平・令 

・ ・ 
同居・
別居の
区分 

□ 同居 
□ 別居 

続
柄 

  
地 震 保 険 料 控 除 ⑯   

氏
名 

  寡婦、ひとり親控除 
⑰～
⑱   

 個人
番号 

  控除額   勤 労 学 生 、
障 害 者 控 除 

⑲～
⑳ 

  
                        

  
配偶者 (特別 )控除 

～
 

  

  

１
６
歳
未
満
の
扶
養
親
族 

(

控
除
対
象
外) 

1 

フリ
ガナ 

  
生年
月日 

平・令 ・ ・ 
同居・
別居の
区分 

□ 同居 
□ 別居 

続
柄 

  

  

氏
名 

  扶 養 控 除    

 個人
番号 

    基 礎 控 除                            

2 

フリ
ガナ 

  
生年
月日 

平・令 ・ ・ 
同居・
別居の
区分 

□ 同居 
□ 別居 

続
柄 

  
⑬から までの計    

氏
名 

  
雑 損 控 除    

 個人
番号 

    
医療費控除 

区
分                             

3 

フリ
ガナ 

  
生年
月日 

平・令 ・ ・ 
同居・
別居の
区分 

□ 同居 
□ 別居 

続
柄 

  
合 計 

( ＋ ＋ )    
氏
名 

  
 地方税法附則第4条の4の規定の適用を選択する場合には、「医
療費控除」欄の「区分」の□に「1」と記入してください。 

 
 5 給与・公的年金等に係る所得以外(令和 年4月1日において

65歳未満の方は給与所得以外)の市町村民税・道府県民税の
納税方法 

  

 個人
番号 

    
                        

  
別居の扶養親族等がいる場合には、裏面「12」に氏名、個人番号、住所
及び国外居住者である場合は区分を記入してください。 

 扶養控除
額の合計 

  

  

  

 
 
雑 損 控 除 

損 害 の 原 因 損害年月日 損害を受けた資産の種類 

  ・  ・   
  
□ 給与から差引き(特別徴収) 
□ 自分で納付(普通徴収) 

  損 害 金 額 保険金などで補填される金額 差引損失額のうち災害関連支出の金額 
円 円 円 

 「個人番号」欄には、個人番号(行政手続における特定の個人を
識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定す
る個人番号をいう。)を記載してください。 

   
医 療 費 控 除 

支 払 っ た 医 療 費 等 保険金などで補填される金額 

円 円 

裏面にも記載する欄がありますから注意してください。 

(切り取らないでください。) 

令和 年度分市町村民税・道府県民税申告書受付書        

  
住 所   受付日付印 

氏 名   

 
6 給与所得の内訳 
 日給などの給与所得のある人で、源泉徴収票のない人は
記入してください。 

  裏 
 
 
7 事業・不動産所得に関する事項 

月 日 給 
勤務
日数 

月 収   所得の種類 
 支払者の「名称」及び
「法人番号又は所在地」等 

収入金額 必要経費 青色申告特別控除額 

1 
円   円     円 円 円 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7         
8 配当所得に関する事項 

8          配当所得
の種類 

 支払者の「名称」及び
「法人番号又は所在地」等 

支払確定年月 収入金額 必要経費 

9           ・ 円 円 

10           ・     

11           ・     

12           ・     

賞 与 等 円   

9 雑所得(公的年金等以外)に関する事項 

 国外株式等に係
る外国所得税額 

  

合 計   
  

  種 目 
 支払者の「名称」及び
「法人番号又は所在地」等 

収入金額 必要経費 

法人番号又は

所 在 地 
      

円 円 

勤 務 先 名           

電 話 番 号           

10 総合譲渡・一時所得の所得金額に関する事項 

  収入金額 必要経費 
差引金額 

(収入金額－必要経費) 
特別控除額 

所得金額 
(差引金額－特別控除額) 

総合譲渡 
短 期 円 円 円 円 イ          円 

長 期       ロ 

一 時         ハ 

右上のイの金額を表面のコに、ロの金額を表面のサに、ハの金額を表面のシに記入してください。 
右のニの金額を表面の⑪の所得金額欄へ記入してください。 

ニ 合計 イ＋〔(ロ＋ハ)×1／2〕   

11 事業専従者に関する事項                                                   13 事業税に関する事項 

1 

フリ
ガナ 

  

続柄   
生年
月日 

明・大・昭 

平・令 
・ ・ 

専従者給与

(控除)額 
  

  

非課税所

得など 

所得金額     円 

氏名 
  

損益通算の特
例適用前の
不動産所得 

円 

個人
番号 

  従事
月数 

    
                        

2 

フリ
ガナ 

  

続柄   
生年
月日 

明・大・昭 

平・令 
・ ・ 

専従者給与

(控除)額 
  

事業用

資産の

譲渡損

失など 

資産の種類 

氏名 
  損失額、被災損失額(白)  円 

個人
番号 

  従事
月数 

    
                        

 前年中の

開廃業 

開始 ・ 廃止 

3 

フリ
ガナ 

  

続柄   
生年
月日 

明・大・昭 

平・令 
・ ・ 

専従者給与

(控除)額 
  月     日 

氏名 
  

 □ 他都道府県の事務所等 個人
番号 

  従事
月数 

    
                        

  所得税における青色申告の承認の有無 承認あり・承認なし 合 計 額       

12 別居の扶養親族等に関する事項 

1 

フリ
ガナ   

個人

番号 

  

住所 

  
国外

居住 

□配偶者 
□30歳未満又は70歳以上 
□留学 □障害者 
□38万円以上の支払 

氏名   
                        

2 

フリ
ガナ   

個人

番号 

  

住所 

  
国外

居住 

□配偶者 
□30歳未満又は70歳以上 
□留学 □障害者 
□38万円以上の支払 

氏名   
                        

3 

フリ
ガナ   

個人

番号 

  

住所 

  
国外

居住 

□配偶者 
□30歳未満又は70歳以上 
□留学 □障害者 
□38万円以上の支払 

氏名   
                        

14 寄附金に関する事項 

都道府県、市区町村分 
(特例控除対象) 

円 

住所地の共同募金会、日赤支部分・都道府
県、市区町村分(特例控除対象以外) 

  

条例指定分 
都道府県   

市区町村   

 支出した寄附金に応じて、各欄にそれぞれ寄附した金額を記入してくださ
い。ただし、認定特定非営利活動法人及び特例認定特定非営利活動法人以外
の特定非営利活動法人に対する寄附金については、上欄に記入せず、別途「寄
附金税額控除申告書(二)」を提出してください。 

15 所得金額調整控除に関する事項 

フリ
ガナ 

  

続柄   
生年
月日 

明・大・昭 

平・令 
・ ・ 

特別障害者に

該当する場合 

級 

度 

別居の場合

の住所 
  

氏名 
  

個人
番号 

    
                        

 
  (切り取らないでください。)   
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第五号の四様式別表(第二条関係) 

令和  年度分 
市町村民税 
道府県民税 

申告書(分離課税等用) 

フリガナ   生 年 月 日 
整理番号 

    

氏 名   

・   ・ 
電話番号 

  
個人番号   

                        
「個人番号」欄には、あなたの個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定す

る個人番号をいう。)を記載してください。 

2 分離課税の短期・長期譲渡所得に関する事項 

区分 所得の生ずる場所 必要経費 
差引金額 

(収入金額－必要経費) 
特別控除額 

  

１ 

収

入

金

額 

短
期
譲
渡 

一 般 分 ス 
円 こ

の
申
告
書(

分
離
課
税
等
用)

は
、
市
町
村
民
税
・
道
府
県
民
税
申
告
書
と
一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。 

    円 円 円 
軽 減 分 セ 

  

          

長
期
譲
渡 

一 般 の 譲 渡 ソ 
  

          優 良 住 宅 地 等
に 係 る 譲 渡 

タ 
  

          居 住 用 財 産 の
譲 渡 

チ 
  

          
一 般 株 式 等 の 譲 渡 ツ 

  

          
上 場 株 式 等 の 譲 渡 テ 

  

  
特例適用条文 

  
先 物 取 引 ト 

  

3 株式等の譲渡等・先物取引に係る所得に関する事項 
    

所得の種類 種 目 必 要 経 費 
  

４ 

所

得

金

額 

短
期
譲
渡 

一 般 分  
円 

  
事業 譲渡 雑 

円 
軽 減 分  

  

  
事業 譲渡 雑 

  

長
期
譲
渡 

一 般 の 譲 渡  
  

  
事業 譲渡 雑 

  優 良 住 宅 地 等
に 係 る 譲 渡  

  

  
特例適用条文 

  居 住 用 財 産 の
譲 渡  

  

5 特定支出控除の適用がある場合の給与所得に関する事項 
一 般 株 式 等 の 譲 渡  

  

A 給与収入金額 B 特定支出の金額の合計額 
所得金額＝A－｛給与所得控除額
＋(B－給与所得控除額の1／2)｝ 

(ただし赤字の場合は0) 
上 場 株 式 等 の 譲 渡  

  

円 円 円 
先 物 取 引  

  

6 山林所得・退職所得に関する事項 

山 林 

A 収入金額 B 必要経費 C 特別控除額 D 青色申告特別控除額 所得金額(A－B－C－D) 

円 円 円 円 円 

退 職 

A 収入金額 勤続年数 退職の区分 B 退職所得控除額 C 差引(A－B) 所得金額(C×1／2) 

円 年 
( 年 月間) 

□ 一般 
□ 障害 

円 円 円 

 

第
五
号
の
五
様
式
（
第
二
条
関
係
）

第五号の五様式(第二条関係) 

令和  年度分 
市町村民税 

道府県民税 
給与所得者・公的年金等受給者用雑損控除・医療費控除申告書 

  

市町村長 殿 

 

 

 

 

令和 年 月 日 

提出 

住 所   

  

フ リ ガ ナ   

氏 名   

個 人 番 号                         

給与支払者又は
公的年金等支払者
の 住 所 (居 所 )
又 は 所 在 地 

  

同 上 の

氏 名 又 は 名 称 
  

  「個人番号」欄には、あなたの個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関
する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。)を記載してください。 

 
      ◎給与所得の収入 金            円 

      ◎公的年金等の収入金額            円 

 雑 損 控 除  あなたやあなたと生計を一にする配偶者その他の親族(前年中の市町村民税及び道府
県民税の課税の対象となる各種所得の金額の合計額が前年の所得につき適用された所
得税の基礎控除額以下の者に限ります。)が前年中に災害や盗難・横領で損害を受けた
ときは、下の欄に必要な事項を書き入れてください。 

  
損害の原因 

損害を受けた
年 月 日 

損害を受けた
資 産 の 種 類 

損 害 の 金 額 
① 

保険金などで補てん
される金額  ② 

差引負担額 
①－② 

  

  年 月 日   円 円 円 

  年 月 日         

  年 月 日         

  年 月 日         

  計   

 医 療 費 控 除  あなたが前年中にあなたやあなたと生計を一にする配偶者その他の親族のために医
療費等を支払ったときは、下の欄に必要な事項を書き入れてください。 

  医 療 を 受 け た 人 の
氏 名 

あなたとの
続柄 

支 払 っ た
医 療 費 等 ③ 

保険金などで補てん
さ れ る 金 額 ④ 

差引負担額 
③－④ 

  

    円 円 円 

          

          

          

  計   

   
切 取 線 

 令和  年度分市町村民税・道府県民税の給与所得者・公的年金等受給者用雑損控除・医療費控除申告受付書 

  住 所   受付日付印 

氏 名 殿  
 

229



第
五
号
の
五
の
二
様
式
（
第
二
条
関
係
）

第五号の五の二様式(第二条関係) 

令和  年度分 
市町村民税 

道府県民税 
寄附金税額控除申告書(一) 

 

令和   年   月 

市町村長  殿  

  
整理番号 

  

住 所 
  フリガナ   

氏 名   

個人番号                           

令和  年

1 月 1 日

現在の住所 

  
生年月日 

明・大・昭 

平・令 
  ・  ・ 

電話番号   

「個人番号」欄には、あなたの個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番
号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。)を記載してください。 
 あなたが前年中に次の1から3までのいずれかに該当する寄附金を支出したときは、下の
欄に必要な事項を記載してください。 
1．都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金(特例控除対象) 

寄 附 先 寄 附 金 額 

  円 

    

    

  計   

2．住所地の都道府県共同募金会若しくは日本赤十字社の支部に対する寄附金又は都道府
県、市町村若しくは特別区に対する寄附金(特例控除対象以外) 

寄 附 先 寄 附 金 額 

  円 

    

    

  計   

3．住所地の都道府県、市町村又は特別区の条例で指定された寄附金 
 (注) 認定特定非営利活動法人及び特例認定特定非営利活動法人以外の特定非営利活動

法人に対する寄附金は除きます。認定特定非営利活動法人及び特例認定特定非営利
活動法人以外の特定非営利活動法人に対する寄附金は別途「市町村民税・道府県民
税寄附金税額控除申告書(二)」を市町村長に提出してください。 

寄 附 先 指定区分 寄 附 金 額 

  都道府県 
・ 

市区町村 

円 

  都道府県 
・ 

市区町村 

  

  都道府県 
・ 

市区町村 

  

  

計 
都道府県分   

市区町村分   

 
  

(切り取らないでください。) 
  

    

令和  年度分市町村民税・道府県民税寄附金税額控除申告書(一)受付書 

住 所   受付日付印 

氏 名 殿  
 

第
五
号
の
五
の
三
様
式
（
第
二
条
関
係
）

第五号の五の三様式(第二条関係) 

令和  年度分 
市町村民税 

道府県民税 
寄附金税額控除申告書(二) 

(特定非営利活動法人に対する寄附金用) 

令和   年   月 

市町村長  殿  

  
整理番号 

  

住 所 
  フリガナ   

氏 名   

個人番号                           

令和  年

1 月 1 日

現在の住所 

  
生年月日 

明・大・昭 

平・令 
  ・  ・ 

電話番号 
  

「個人番号」欄には、あなたの個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番
号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。)を記載してください。 

 あなたが前年中に住所地の都道府県、市町村又は特別区の条例で指定された特定非営利
活動法人(認定特定非営利活動法人及び特例認定特定非営利活動法人(以下「認定特定非営
利活動法人等」という。)を除く。)に対する寄附金を支出したときは、下の欄に必要な事
項を記載してください。 

(注) この申告書は、認定特定非営利活動法人等以外の特定非営利活動法人に対する寄附
金の申告書です。その他の寄附金(認定特定非営利活動法人等に対する寄附金等)は、
別途「市町村民税・道府県民税寄附金税額控除申告書(一)」又は「市町村民税・道
府県民税申告書」を市町村長に提出してください。 

寄 附 先 指定区分 寄 附 金 額 

  都道府県 
・ 

市区町村 

円 

  都道府県 
・ 

市区町村 

  

  都道府県 
・ 

市区町村 

  

  

計 

都道府県分 
  

市区町村分 
  

 
  

(切り取らないでください。) 
  

    

令和  年度分市町村民税・道府県民税寄附金税額控除申告書(二)受付書 

(特定非営利活動法人に対する寄附金用) 

住 所   受付日付印 

氏 名 殿  

 

第
五
号
の
六
様
式
（
第
二
条
関
係
）

第五号の六様式(第二条関係) 

令和  年度分 
市町村民税 

道府県民税 
給与所得者・公的年金等受給者用繰越控除申告書 

   

 

 

 

市町村長 殿    
 
 
 
 
 

令和 年 月 日提出 

住 所 
    

フ リ ガ ナ   

氏 名   

個 人 番 号 
                        

給与支払者又は
公的年金等支払者
の 住 所 (居 所 )
又 は 所 在 地 

  

同 上 の

氏 名 又 は 名 称 

  

  「個人番号」欄には、あなたの個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関
する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。)を記載してください。 

      年から    年までの間に生じた下の各欄にあてはまる純損失又は雑損失の金額で、    
年度分以前の各年度分の市町村民税及び道府県民税の所得金額の計算上引き切れなかったこれらの損失の金
額があるときは、下の欄に必要な事項を書き入れてください。 

  損
失
の
生
じ
た
年 

損 失 の 種 類 

損失が生じた年の損
失額で、その年の末
日の属する年度の
翌々年度分へ繰り越
した損失額 

(a)    円 

前々年度分及び前年

度分の所得金額の計

算上差し引かれた損

失額 
(b)    円 

本年度分以後に繰り

越して差し引かれる

損失額 

(a)－(b) 円 

  

 
 

 
 
 
 

年 

純

損

失 

   年が

青色の場合 

山林以外の所得の損失       

山 林 所 得 の 損 失       

   年が

白色の場合 

変 動 所 得 の 損 失       

被災事業用

資産の損失 

山林以外       

山 林       

雑 損 失       

 
 

 
 
 
 

年 

純

損

失 

   年が

青色の場合 

山林以外の所得の損失       

山 林 所 得 の 損 失       

   年が

白色の場合 

変 動 所 得 の 損 失       

被災事業用

資産の損失 

山林以外       

山 林       

雑 損 失       

 
 

 
 
 
 

年 

純

損

失 

   年が

青色の場合 

山林以外の所得の損失       

山 林 所 得 の 損 失       

   年が

白色の場合 

変 動 所 得 の 損 失       

被災事業用

資産の損失 

山林以外       

山 林       

雑 損 失       

     年1月1日現在の住所が他の市町村にあった方は、その住所を下に書き入れてください。 

  都 道 
 

府 県 

郡 
市 
区 

町 
 

村 
(大字)    丁目(字)    番地     方   

  
 

第
五
号
の
七
様
式
（
第
二
条
関
係
）

第五号の七様式(第二条関係) 

令和  年度分 
市町村民税 

道府県民税 
配偶者控除・扶養控除申請書 

   

 

 

 

市町村長 殿   

 

 

 
 
 
 
 
 

令和  年  月  日提出 

住 所 

    

フ リ ガ ナ  

氏 名 

  

個 人 番 号 
                        

給与支払者又は
公的年金等支払者
の 住 所 (居 所 )
又 は 所 在 地 

  

同 上 の

氏 名 又 は 名 称  

  

  前年中に給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった方で控除対象配偶者又は控除対象扶養親

族(以下「控除対象扶養親族等」という。)と生計を一にする他の納税義務者がある場合に、令和  年度の市町村民税の給与支

払報告書又は公的年金等支払報告書に記載された控除対象扶養親族等についての配偶者控除又は扶養控除と異なる配偶者控除

又は扶養控除を受けようとする方は、この申請書を提出してください。 

 
 ○ 「個人番号」欄には、あなたの個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第

5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)を記載してください。 

 ○ 「給与支払者又は公的年金等支払者の所在地(住所)」及び「同上の名称(氏名)」欄には、あなたの前年中の給与所得又は公

的年金等に係る所得について記載された給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出した給与支払者又は公的年金等支

払者について書いてください。 

 ○ 下の欄の「氏名」欄には、生計を一にする控除対象扶養親族等の全ての者について書いてください。 

 ○ 控除対象扶養親族のうち、他の納税義務者の扶養親族となるものについては、「他の納税義務者の住所・氏名」欄にその者

の住所・氏名を書いてください。 

 ○ 下の欄の「個人番号」欄には、控除対象扶養親族等の個人番号を記載してください。 

 ○ 控除対象扶養親族のうちに年齢70歳以上の扶養親族(以下「老人扶養親族」という。)に該当する者があり、その老人扶養親

族が、あなたや配偶者の直系尊属で、あなたや配偶者との同居を常としている場合には「同居老親等」欄に○をつけてくださ

い。 

  
区分 氏 名 個 人 番 号 続柄 生年月日 

同 居

老親等 

他の納税義務者の

住所・氏名 

控除対象配偶者

の合計所得金額 

  

控除対象

配偶者 
                                  

円 

控除対象

扶養親族 

                                  

  

                                  

                                  

                                  

 

切 取 線 

令和  年度分市町村民税・道府県民税の配偶者控除・扶養控除申請受付書 
 

  
住 所 

  受付日付印   

氏 名 殿   
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第
五
号
の
八
様
式
（
用
紙
縦
百
七
十
八
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
横

八
十
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
（
第
二
条
関
係
）

第五号の八様式(用紙縦百七十八ミリメートル横八十五ミリメートル)(第二条関係) 

  

  
市町村民税 

 

道府県民税 

納入申告書 

  

 市町村長殿 

 

 令和  年  月  日提出 

(受付印) 

令和    年    月分 人 員 人  

退 職 手 当 等 支 払 金 額 

十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

特別徴

収税額 

市 町 村 民 税                     

道 府 県 民 税                     

特
別
徴
収
義
務
者 

  住 所 (居 所 )

又は所在地 
  

  氏 名

又 は 名 称 
  

法人
番号
又は
個人
番号 

                          

 地方税法第50条の5及び第328条の5第2項の規定により上記のとおり分離課税に係

る所得割の納入について申告します。 

  

 

第
五
号
の
九
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
二

条
関
係
）

第五号の九様式(用紙日本産業規格A4)(第二条関係) 

 

 

 

 

 

 

  表  

年  月  日 

 

市町村長 殿 

年分  退 職 所 得 申 告 書 

退
職
手
当
の
支
払
者
の 

所 在 地 

( 住 所 ) 

〒 

あ
な
た
の 

現 住 所 
〒 

氏 名 
  

名 称 

( 氏 名 ) 
  

個 人 番 号   
      
                        

法 人 番 号 

(個人番号 ) 

※提出を受けた退職手当の支払者が記載してください。 
その年 1月 1

日現在の住所 
  

  
      
                        

A 

  このA欄には、全ての人が、記載してください。(あなたが、前に退職手当等の支払を受けたことがない場合には、下のB以下の各欄には記
載する必要がありません。) 

① 退職手当等の支払を受けること

となった年月日 
年  月  日 

③ この申告書の提出先から受ける
退職手当等についての勤続期間 

自  年  月  日 
至  年  月  日 

年 

 

うち 特定役員等勤続期間 
有
無 

自  年  月  日 
至  年  月  日 

年 

② 退職の区分等 

＜一般・障害の区分＞ 

 

 一般 ・ 障害 

 

＜生活扶助の有無＞ 

 有 ・ 無 

 

うち 一般勤続期間
との重複勤続期間 

有
無 

自  年  月  日 
至  年  月  日 

年 

うち 短期勤続期間
との重複勤続期間 

有
無 

自  年  月  日 
至  年  月  日 

年 

うち 短期勤続期間 
有
無 

自  年  月  日 
至  年  月  日 

年 

B 

  あなたが本年中に他にも退職手当等の支払を受けたことがある場合には、このB欄に記載してください。 

④ 本年中に支払を受けた他の退職

手当等についての勤続期間 

自   年   月   日 

至   年   月   日 

⑤ ③と④の通算勤続期間 
自  年  月  日 

至  年  月  日 

年 

 

うち 特定役員等勤続期間 
有

無 

自  年  月  日 

至  年  月  日 

年 

  

うち 特定役員等勤続期間 
有

無 

自  年  月  日 

至  年  月  日 

年 

 

うち 一般勤続期間
との重複勤続期間 

有

無 

自  年  月  日 

至  年  月  日 

年 

うち 短期勤続期間
との重複勤続期間 

有

無 

自  年  月  日 

至  年  月  日 

年 

うち 全重複勤続期間 
有

無 

自  年  月  日 

至  年  月  日 

年 

うち 短期勤続期間 
有

無 

自  年  月  日 

至  年  月  日 

年 

うち 短期勤続期間 
有

無 

自  年  月  日 

至  年  月  日 

年 

 
うち 一般勤続期間

との重複勤続期間 

有

無 

自  年  月  日 

至  年  月  日 

年 

C 

  あなたが前年以前4年内(その年に確定拠出年金法に基づく老齢給付金として支給される一時金の支払を受ける場合には、19年内)に退職手
当等の支払を受けたことがある場合には、このC欄に記載してください。 

⑥ 前年以前4年内(その年に確定拠

出年金法に基づく老齢給付金とし

て支給される一時金の支払を受け

る場合には、19年内)の退職手当等

についての勤続期間 

自   年   月   日 

至   年   月   日 

⑦ ③又は⑤の勤続期間のうち、⑥

の勤続期間と重複している期間 

自  年  月  日 

至  年  月  日 

年 

 

イ うち 特定役員等勤続

期間との重複勤続期間 

有

無 

自  年  月  日 

至  年  月  日 

年 

ロ うち 短期勤続期間

との重複勤続期間 

有

無 

自  年  月  日 

至  年  月  日 

年 

D 

  A又はBの退職手当等についての勤続期間のうちに、前に支払を受けた退職手当等についての勤続期間の全部又は一部が通算されている場
合には、その通算された勤続期間等について、このD欄に記載してください。 

⑧ Aの退職手当等についての勤続
期間(③)に通算された前の退職
手当等についての勤続期間 

自   年  月  日 

至   年  月  日 

年 ⑩ ③又は⑤の勤続期間のうち、⑧
又は⑨の勤続期間だけからなる部
分の期間 

自  年  月  日 

至  年  月  日 

年 

 

うち 特定役員等勤続期間 
有

無 

自   年  月  日 

至   年  月  日 

年 

 

ハ
 うち 特定役員等勤続期間 

有

無 

自  年  月  日 

至  年  月  日 

年 

うち 短期勤続期間 
有

無 

自   年  月  日 

至   年  月  日 

年 ニ
 うち 短期勤続期間 

有

無 

自  年  月  日 

至  年  月  日 

年 

⑨ Bの退職手当等についての勤続
期間(④)に通算された前の退職
手当等についての勤続期間 

自   年  月  日 

至   年  月  日 

年 ⑪ 

  ⑦と⑩の通算期間 
自  年  月  日 

至  年  月  日 

年 

 

うち 特定役員等勤続期間 
有

無 

自   年  月  日 

至   年  月  日 

年 

 

ホ
 うち イとハの通算期間 

自  年  月  日 

至  年  月  日 

年 

うち 短期勤続期間 
有

無 

自   年  月  日 

至   年  月  日 

年 ヘ
 うち ロとニの通算期間 

自  年  月  日 

至  年  月  日 

年 

E 

  B又はCの退職手当等がある場合には、このE欄にも記載してください。 

区分 
退職手当等の支
払を受けること
となった年月日 

収 入 金 額 

(円) 

源 泉
徴 収 税 額 

(円) 

特 別 徴 収 税 額 支 払 を
受 け た
年 月 日 

退職
の
区分 

支 払 者 の 所 在 地 

(住所)・名称(氏名) 
市町村民税 

(円) 
道府県民税 

(円) 

B 

一般 ・  ・ 
    

・ ・ 
一般 

障害 

 

特定

役員 
・  ・ 

    
・ ・ 

一般 

障害 

 

短期 ・  ・ 
    

・ ・ 
一般 

障害 

 

C ・  ・     ・ ・ 
一般 

障害 

 

注 意 事 項 

 

 1 この申告書は、退職手当等の支払を受ける際に支払者に提出してください。提出しない場合は、所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額は、

支払を受ける金額の20.42％に相当する金額となります。また、市町村民税及び道府県民税については、延滞金を徴収されることがあります。 

 2 Bの退職手当等がある人は、その退職手当等についての退職所得の源泉徴収票(特別徴収票)又はその写しをこの申告書に添付してください。 

 3 支払を受けた退職手当等の金額の計算の基礎となった勤続期間に特定役員等勤続期間及び短期勤続期間が含まれる場合は、その旨並びに特定

役員等勤続期間、短期勤続期間、年数及び収入金額等を所定の欄に記載してください。 

 

申 告 書 の 書 き 方 

 

 1 ｢①｣欄には、退職年月日(会社の役員等の退職手当等で、株主総会等の決議を要するものは、その決議により支払を受ける金額が具体的に定

められた年月日)を記載します。 

 2 ｢②｣欄には、在職中に障害者となったことに直接基因して退職した人は、｢障害｣を○で囲み、( )内に障害の状態、身体障害者手帳等の交付

年月日等を記載します。その他の人は｢一般｣を○で囲みます。また、その年1月1日現在で生活保護法による生活扶助を受けている人は、生活扶

助の｢有｣を、その他の人は｢無｣を○で囲みます。 

 3 ｢③｣欄には、この申告書を提出して今回支払を受ける退職手当等についての勤続期間とその年数(1年未満の端数は切上げ)を記載します。 

   この場合、勤続期間は、原則としてその支払者の下で引き続き勤務した期間(その支払者から前に退職手当等の支払を受けている場合には、

前の退職手当等の計算の基礎となった勤続期間の末日以前の期間を除きます。)によります。ただし、次の期間がある場合には、その期間を加

えた期間によります。 

  (1) その支払者から受けた前の退職手当等の計算の基礎となった勤続期間で、今回の退職手当等の計算の基礎となる勤続期間に通算された期

間 

  (2) 一時他に勤務していたなどのため、その支払者の下での勤務が中断した人の、その中断前に引き続き勤務した期間(一時他に勤務すること

となった際に、その支払者から退職手当等を受けなかった場合に限ります。) 

  (3) 他に勤務していた期間(その支払者の下で勤務しなかった期間に限ります。)で、今回の退職手当等の計算の基礎となる期間に通算された

期間 

   また、｢③｣欄の内書には、上記の勤続期間のうち、特定役員退職手当等(※1)に係る勤続期間(以下「特定役員等勤続期間」といいます。)の有

無及び短期退職手当等(※2)に係る勤続期間(以下「短期勤続期間」といいます。)の有無、有の場合は、その勤続期間及びその年数(1年未満の端

数切上げ)を記載します。 

   更に、特定役員等勤続期間の内書として、特定役員等勤続期間と一般退職手当等(※3)に係る勤続期間(以下「一般勤続期間」といいます。)の

重複の有無及び特定役員等勤続期間と短期勤続期間の重複の有無、有の場合は、その重複勤続期間及びその年数(1年未満の端数切上げ)を記載

します。 

  ※1 特定役員退職手当等とは、役員等としての勤続年数(以下「役員等勤続年数」といいます。)が5年以下である人が支払を受ける退職手当等

のうち、その役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるものをいいます。 

    上記の役員等とは次に掲げる人をいいます。 

   イ 法人税法第2条第15号に規定する役員 

   ロ 国会議員及び地方公共団体の議会の議員 

   ハ 国家公務員及び地方公務員 

   2 短期退職手当等とは、短期勤続年数(役員等以外の者として勤務した期間により計算した勤続年数が5年以下であるものをいい、この勤続

年数については、役員等として勤務した期間がある場合、その期間を含めて計算します。以下同じです。)に対応する退職手当等として支払

を受けるものであって、特定役員退職手当等に該当しないものをいいます。 

   3 一般退職手当等とは、退職手当等のうち、特定役員退職手当等及び短期退職手当等のいずれにも該当しないものをいいます。 

 4 ｢④｣欄には、本年中に支払を受けた他の退職手当等についての勤続期間を上記3の方法で計算して記載します。また、内書は、上記3「③」欄

の内書に倣い記載します。 

 5 ｢⑤｣欄には、｢③｣欄と｢④｣欄の勤続期間について、重複する部分は二重に計算しないように通算した勤続期間とその年数(1年未満の端数切上

げ)を記載します。 

   また、内書の「うち 特定役員等勤続期間」並びにその内書の「うち 一般勤続期間との重複勤続期間」、「うち 短期勤続期間との重複勤続

期間」及び「うち 短期勤続期間」の各欄は、上記3「③」欄の内書に倣い記載しますが、これらの重複勤続期間には全重複勤続期間(特定役員

等勤続期間、短期勤続期間及び一般勤続期間が重複している期間をいいます。以下同じです。)を含みません。 

   更に、「うち 全重複勤続期間」欄は全重複勤続期間について、「うち 短期勤続期間」の内書の「うち 一般勤続期間との重複勤続期間」欄

は短期勤続期間と一般勤続期間が重複している期間(全重複勤続期間を除きます。)について、その該当の有無、有の場合は、その重複勤続期間

及びその年数(1年未満の端数切上げ)を記載します。 

 6 ｢⑥｣欄には、前年以前4年内(その年に確定拠出年金法に基づく老齢給付金として支給される一時金の支払を受ける場合には、19年内)に支払

を受けた退職手当等(以下「4年内の退職手当等」といいます。)がある場合に、その4年内の退職手当等についての勤続期間を記載します。 

   ただし、4年内の退職手当等の収入金額がその退職手当等についての退職所得控除額に満たなかったときは、その4年内の退職手当等の収入金

額に応じ、その4年内の退職手当等についての勤続期間の初日から次表の算式によって計算した数(小数点以下の端数切捨て)に相当する年数が

経過する日までの期間を記載します。 

4年内の退職手当等の収入金額 算 式 

800万円以下の場合 その収入金額÷40万円 

800万円を超える場合 (その収入金額－800万円)÷70万円＋20 

 7 「⑦」欄には、「③」欄又は「⑤」欄の勤続期間のうち、「⑥」欄の勤続期間と重複している期間を記載します。また、「イ」欄及び「ロ」欄

には、この重複している期間のうち、「③」欄又は「⑤」欄の特定役員等勤続期間又は短期勤続期間と重複する期間の有無、有の場合は、その

重複勤続期間及びその年数(1年未満の端数切捨て)を記載します。 

 8 「⑧」欄又は「⑨」欄には、「③」欄又は「④」欄の勤続期間のうち、その勤続期間に通算された、前の退職手当等についての勤続期間(上記

3の(1)又は(3)の期間((3)の期間については、その「他」の勤務先から前に退職手当等の支払を受けている場合に限ります。))とその年数(1年

未満の端数切捨て)を記載します。また、内書には、その勤続期間のうち、特定役員等勤続期間又は短期勤続期間の有無、有の場合は、その特

定役員等勤続期間又はその短期勤続期間及びその年数(1年未満の端数切捨て)を記載します。 

 9 「⑩」欄には、「③」欄又は「⑤」欄の勤続期間のうち、「⑧」欄又は「⑨」欄の勤続期間だけからなる部分の期間とその年数(1年未満の端数

切捨て)を記載します。また、「ハ」欄及び「ニ」欄には、その勤続期間のうち、特定役員等勤続期間又は短期勤続期間の有無、有の場合は、

その特定役員等勤続期間又はその短期勤続期間及びその年数(1年未満の端数切捨て)を記載します。 

 10 「⑪」欄には、「⑦」欄と「⑩」欄の勤続期間について、重複する部分は二重に計算しないように通算した勤続期間とその年数(1年未満の端

数切捨て)を記載します。また、「ホ」欄及び「ヘ」欄には、「イ」欄と「ハ」欄及び「ロ」欄と「ニ」欄の勤続期間について、重複する部分は

二重に計算しないように通算した勤続期間とその年数(1年未満の端数切捨て)を記載します。 

第
五
号
の
十
様
式
（
第
二
条
の
二
関
係
）

第五号の十様式(第二条の二関係) 

損 失 明 細 書 

氏 名             
 
 前年の所得金額が赤字の方であつて、その赤字のうちに変動所得の計算上の損失の金額又は被災事業用資産の損失の金額のある方で、その

損失の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以降の年度分の市町村民税及び道府県民税の所得金額の計算上控除を受けようとする方は、下

の欄に必要な事項を書き入れてください。 

変動所得の計算上の損失の金額 下の欄には、申告書の所得金額の書き方の例によつて書き入れてください。 

  

  
収 入 金 額 

(a) 
必 要 経 費 

(b) 
青色申告特別控除額 

(c) 
損失額 ( a )― ( b )― ( c ) 

  

漁獲、のり、はまち、

まだい、ひらめ、かき、

うなぎ、ほたて貝、真

珠、真珠貝、印税、原

稿料、作曲料 

円 円 円 円 

被災事業用資産の損失の金額 前年中に被災事業用資産について損害を受けた人で、前年中の所得金額が損益通算の結果赤字となる方のうち、

次にいずれにも該当する方は、下の欄にあてはまる箇所に必要な事項を書き入れてください。 

 (1) 損益通算後の普通所得又は山林所得が赤字の方 

 (2) 「営業等、農業」、「不動産」又は「山林」の所得が赤字の方 

 (3) (2)の赤字の金額のうちに被災事業用資産の損害額のある方 

〇 「被災事業用資産の損失の金額」の欄には、赤字の所得ごとに「損失額(a)」の欄の金額と「差引損害額(b)」の欄の金額とを比較して、そ

の少ない方の金額を書き入れてください。 
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赤 字 の 所 得 の

種 類 

損 失 額 ( a ) 

(申告書の赤字をそ

のまま移記してく

ださい。) 

損 害 を 受

け た 事 業

用 資 産 の

種類 

損 害 の

原 因 

損害を受け

た 年 月 日 

損 害

金 額 

保 険 金 な

ど で 補 て

ん さ れ る

金額 

差 引

損害額 
(b) 

被災事業

用資産の

損失の金

額 

  

普

通 

営業等、農業 
円     

年 月 日 
円 円 円 円 

不 動 産 
      

年 月 日 
        

山 林 
      

年 月 日 
        

  
 

第
五
号
の
十
一
様
式
（
第
二
条
の
二
関
係
）

第五号の十一様式(第二条の二関係) 

繰 越 控 除 明 細 書 
 

氏 名             
 
     年から    年までの間に生じた下の各欄にあてはまる純損失または雑損失の金額で、    年度分以前の各年度分の市町村

民税および道府県民税の所得金額の計算上引き切れなかつたこれらの損失の金額があるときは、下の欄に必要な事項を書き入れてください。 

  た
年 

損
失
の
生
じ 

損 失 の 種 類 

損失が生じた年の損失

額で、その年の末日の

属する年度の翌々年度

分へ繰り越した損失額 

(a)    円 

前々年度分および前年

度分の所得金額の計算

上差し引かれた損失額 
 

(b)    円 

本年度分以後に繰り

越して差し引かれる

損失額 
 

(a)―(b)  円 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

年 

純

損

失 

    年が青

色 の 場 合 

山林以外の所得の損失       

山 林 所 得 の 損 失       

    年が白

色 の 場 合 

変 動 所 得 の 損 失       

被災事業用

資産の損失 

山 林 以 外       

山 林       

雑 損 失       

  

 
 
 
 
 
 
 
 

年 

純

損

失 

    年が青

色 の 場 合 

山林以外の所得の損失       
 

山 林 所 得 の 損 失       

    年が白

色 の 場 合 

変 動 所 得 の 損 失       

被災事業用

資産の損失 

山 林 以 外       

山 林       

雑 損 失       

 
 
 
 
 
 
 
 

年 

純

損

失 

    年が青

色 の 場 合 

山林以外の所得の損失       

山 林 所 得 の 損 失       

    年が白

色 の 場 合 

変 動 所 得 の 損 失       

被災事業用

資産の損失 

山 林 以 外       

山 林       

雑 損 失       

    年1月1日現在の住所が他の市町村にあつた方は、その住所を下に書き入れてください。 

  
         都道 

         府県 

郡 

市 

区 

町 

村 
(大字)     丁目(字)     番地      方 

  

  

 

第
五
号
の
十
二
様
式
　
削
除

第
五
号
の
十
三
様
式
（
第
二
条
の
二
関
係
）

第五号の十三様式(第二条の二関係) 

外国の所得税等の額の控除に関する明細書 

 

氏 名             

 この明細書は、外国において課された所得税等の額を地方税法第37条の3及び第314条の8の規定によって道府県民税及び市町村民税の所得割額から控除を受けよう 

とする場合に 
市町村民税 

道府県民税 
申告書に添付して提出して下さい。 

当年分の控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の計算 

当
年
分
の
控
除
限
度
額 

所得税法第95条第1項に規定する

控除限度額 
(イ) 

円 

当
年
分
の
控
除
余
裕
額 

国税の控除余裕額(イ)－(ヘ) (ト) 

円 

東日本大震災からの復興のための施策を実
施するために必要な財源の確保に関する特
別措置法第14条第1項に規定する控除限度額 

(ロ)   道府県民税の控除余裕額 
｛(イ)＋(ロ)＋(ハ)－(ヘ)｝又は(ハ)のうち
低い金額 

(チ)   

(イ)の額に
100

12
を乗じて計算した金額 (ハ)   

市町村民税の控除余裕額 

(ホ)－(ヘ)又は(ニ)のうち低い金額 
(リ)   

(イ)の額に
100

18
を乗じて計算した金額 (ニ)   

計 (ト)＋(チ)＋(リ) (ヌ)   
計 (イ)＋(ロ)＋(ハ)＋(ニ) (ホ)   

  当年分の控除限度額を超える

外国税額   ｛(ヘ)－(ホ)｝ 
(ル)     当年において課された外国税額 (ヘ)   

前3年以内の控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の明細 

控除余裕額又は

控除限度額を超

える外国税額の

生じた年 

控 除 余 裕 額 控除限度額を超える外国税額 

国 税 道 府 県 民 税 市 町 村 民 税 
前年か

らの繰

越額  

当年分

とみな

す額  

翌 年

繰越額 

前年か

らの繰

越額  

当年に

加算す

る額  

翌 年

繰越額 

前年か

らの繰

越額  

当年に

加算す

る額  

翌 年

繰越額 

前年か

らの繰

越額  

当年に

加算す

る額  

翌 年

繰越額 

年 (1)  円 円   (2)  円 円   (3)  円 円   (1)  円 円   

年 (4)   円 (5)   円 (6)   円 (2)   円 

年 (7)     (8)     (9)     (3)     

合 計 (ヲ) (ワ)   (カ) (ヨ)   (タ) (レ)   (ソ) (ツ)   

当 年 分 

(ト)の額 (ム)の額 
(ト)－(ム)

の額 
(チ)の額 (ウ)の額 

(チ)－(ウ)

の額 
(リ)の額 (ヰ)の額 

(リ)

－(ヰ)

の額 
(ル)の額 

(ワ)＋(ヨ)

＋ (レ )の

額 

(ル)－｛(ワ)

＋ ( ヨ ) ＋

(レ)｝の額 

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 

前3年の各年の国税の控除
限度額 

前3年の各年の翌年1月1日の住所の
区分 

前3年以内の控除

余裕額の当年の

限度額への加算

額 

国税 
(ワ)   円 

前3年以内の控除

限度額を超える

外国税額の当年

への繰越額 

国税 
(ム)   円 

年 
(ネ)  円 

年 
指定都市   

道府県民税 
(ヨ) 

道府県民税 
(ウ) 

一般市   

年 
(ナ) 

年 
指定都市   

市町村民税 
(レ) 

市町村民税 
(ヰ) 

一般市   

年 
(ラ) 

年 
指定都市   

計   計 
(ノ) 

一般市   

前年度以前3年度内の控除未済外国税額の明細 

控除未済外国税

額の生じた年度 

道府県民税 市町村民税 

控除未済
外国税額 

(オ) 
当該年度
控 除 額 

(ク) 
翌年度繰越額
(オ)－(ク) 

(ヤ) 
控除未済
外国税額 

(マ) 
当該年度
控 除 額 

(ケ) 
翌年度繰越額
(マ)－(ケ) 

(フ) 

年度 
円 円 

  
円 円 

  

年度     
円 

    
円 

年度             

当該年度分 
            

計 
円 円   円 円   

備考 

 1 地方自治法第252条の19第1項の市にあっては、この様式中「
100

12
」とあるのは「

100

6
」と、「

100

18
」とあるのは「

100

24
」とする。 

 2 この様式の記載の要領は、次によること。 
 (1) 「前3年以内の控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の明細」欄中「前年からの繰越額」欄は、前年から引き継いだ控除余裕額又は控除限度額を超える

外国税額を、 
   「当年に加算する額」欄又は「当年分とみなす額」欄は、当年において控除限度額に加算すべき控除余裕額(地方税法施行令第7条の19第5項及び第6項の適用が

ある場合には、適用前の金額)又は当年において繰越控除すべき控除限度額を超える外国税額を、 
   「翌年繰越額」欄は、翌年に引き継ぐべき控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額をそれぞれ記載すること。 
 (2) 「控除余裕額」欄の各「当年に加算する額」欄は、各「前年からの繰越額」欄の前3年以内の各年の控除余裕額のうち、番号順に(ル)の金額に充てられるもの

を、国税、道府県民税、市町村民税の別に記載すること。 
 (3) 「控除限度額を超える外国税額」欄の「当年分とみなす額」欄は、「前年からの繰越額」欄の前3年以内の各年における控除限度額を超える外国税額のうち、

番号順に、順次(ヌ)の金額に充てられるものを記載すること。 
 (4) 各「前3年の各年の国税の控除限度額」欄は、「前年からの繰越額」欄の前3年以内の控除余裕額がある年について、その年分の所得税法第95条第1項に規定す

る控除限度額を、 
   各「前3年の各年の翌年1月1日の住所の区分」は、地方自治法第252条の19第1項の市にあっては、「指定都市」に「○」を、それ以外の市町村にあっては、「一般

市」に「○」を記載すること。 
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第五号の十四様式(用紙日本産業規格A6)(第二条の五の二関係) 

 

令和   年分  特 別 徴 収 票 

 

(

市
町
村
提
出
用) 

支 払 を

受ける者 

個 人 番 号                           

住 所 又 は
居 所 

  

令和  年
1月1日の住所 

  

氏 名 
(役職名) 

区 分 支 払 金 額 源 泉 徴 収 税 額 
特 別 徴 収 税 額 

市 町 村 民 税 道 府 県 民 税 

所得税法第201条第1項第1号並びに
地方税法第50条の6第1項第1号及び
第328条の6第1項第1号適用分 

  千 円   千 円   千 円   千 円 

所得税法第201条第1項第2号並びに
地方税法第50条の6第1項第2号及び
第328条の6第1項第2号適用分 

                        

所得税法第201条第3項並びに地方
税法第50条の6第2項及び第328条の
6第2項適用分 

                        

退 職 所 得 控 除 額 勤 続 年 数 就 職 年 月 日 退 職 年 月 日 

万円 年 
年  月  日 年  月  日 

(摘要) 

支 払 者 

個 人 番 号
又は法人番号 

                          (右詰で記載してください。) 

住 所 (居 所)
又は所在地 

  

氏 名 又 は
名 称 (電話) 

 

備考 

 1 この特別徴収票は、地方税法(以下「法」という。)第50条の2及び第328条に規定する退職手当等について使用すること。 

 2 この特別徴収票の記載の要領は、次によること。 

  (1) 「住所又は居所」の欄には、特別徴収票を作成する日の現況による住所又は居所を記載すること。 

  (2) 「個人番号」欄には、退職手当等の支払を受ける者の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律(以下「番号法」という。)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)を記載すること。 

  (3) 「支払金額」の項には、自己が支払う退職手当等についてその年中に支払の確定した金額(法第50条の3第2項及び第328条の2第2項

の規定によりその例によるものとされる所得税法第202条に規定する退職一時金については、同条の規定により退職手当等の支払を受

けたものとみなされる額に相当する金額)を記載し、特別徴収票を作成する日においてまだ支払つていないものについては、これを内書

すること。また、その退職手当等の全部又は一部が同法第201条第1項第1号ロに規定する短期退職手当等(以下「短期退職手当等」とい

う。)又は同号ハに規定する特定役員退職手当等(以下「特定役員退職手当等」という。)に該当する場合には、当該短期退職手当等又は

当該特定役員退職手当等の金額を「摘要」の欄に記載すること。 

  (4) 「特別徴収税額」の項には、法第41条第1項及び第328条の5第2項の規定により徴収される税額を記載すること。 

  (5) 「勤続年数」の項には、法第50条の3第2項及び第328条の2第2項の規定によりその例によるものとされる所得税法施行令第69条又は

第70条の規定により計算した勤続年数を記載し、その計算の基礎を「摘要」の欄に記載すること。また、自己が支払う退職手当等又は

法第50条の3第2項及び第328条の2第2項の規定によりその例によるものとされる所得税法第201条第1項第1号に規定する支払済みの他

の退職手当等の全部又は一部が短期退職手当等又は特定役員退職手当等に該当する場合には、同令第71条の2第2項に規定する短期勤続

年数及びその計算の基礎又は同条第4項に規定する特定役員等勤続年数及びその計算の基礎を「摘要」の欄に記載すること。 

  (6) 次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める事項を「摘要」の欄に記載すること。 

   (イ) 法第50条の3第2項及び第328条の2第2項の規定によりその例によるものとされる所得税法施行令第70条第1項第1号の規定の適用

がある場合 同号に規定する前に支払を受けた退職手当等に係る期間及び同号に掲げる金額の計算の基礎 

   (ロ) 法第50条の3第2項及び第328条の2第2項の規定によりその例によるものとされる所得税法施行令第70条第1項第2号の規定の適用

がある場合 同号に規定する重複している部分の期間及び同号に掲げる金額の計算の基礎 

   (ハ) 法第50条の3第2項及び第328条の2第2項の規定によりその例によるものとされる所得税法施行令第71条の2第11項第1号の規定

の適用がある場合 同号に規定する前に支払を受けた退職手当等に係る期間及び同号に定める金額の計算の基礎 

   (ニ) 法第50条の3第2項及び第328条の2第2項の規定によりその例によるものとされる所得税法施行令第71条の2第11項第2号の規定

の適用がある場合 同号に規定する重複している期間及び同号に定める金額の計算の基礎 

   (ホ) 法第50条の3第2項及び第328条の2第2項の規定によりその例によるものとされる所得税法施行令第71条の2第12項第1号の規定

の適用がある場合 同号に規定する前に支払を受けた退職手当等に係る期間及び同号に定める金額の計算の基礎 

   (ヘ) 法第50条の3第2項及び第328条の2第2項の規定によりその例によるものとされる所得税法施行令第71条の2第12項第2号の規定

の適用がある場合 同号に規定する重複している期間及び同号に定める金額の計算の基礎 

  (7) 法第50条の3第2項及び第328条の2第2項の規定によりその例によるものとされる所得税法第30条第6項第2号の規定の適用を受ける

者については、その旨を「摘要」の欄に記載すること。 

  (8) その退職手当等の支払を受ける者が提出した法第50条の7第1項及び第328条の7第1項に規定する退職所得申告書に、法第50条の7第

1項第1号及び第328条の7第1項第1号に規定する支払済みの他の退職手当等がある旨の記載がある場合には、その支払済みの他の退職手

当等の支払者の氏名又は名称並びにその支払済みの他の退職手当等に係る(2)及び(3)に規定する事項を「摘要」の欄に記載すること。 

  (9) 「支払者」欄中の「個人番号又は法人番号」欄には、退職手当等の支払者の個人番号又は法人番号(番号法第2条第15項に規定する法

人番号をいう。)を記載すること。 

  (10) 「支払者」欄中の「個人番号又は法人番号」欄には、個人番号を記載する場合は、左側を1文字空けて記載すること。 

第
五
号
の
十
四
の
二
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
６
）

（
第
二
条
の
五
の
二
関
係
）

第五号の十四の二様式(用紙日本産業規格A6)(第二条の五の二関係) 

 

令和   年分  特 別 徴 収 票 

 

(

受
給
者
交
付
用) 

支 払 を

受ける者 

  

住 所 又 は
居 所 

  

令和  年
1月1日の住所 

  

氏 名 
(役職名) 

区 分 支 払 金 額 源 泉 徴 収 税 額 
特 別 徴 収 税 額 

市 町 村 民 税 道 府 県 民 税 

所得税法第201条第1項第1号並びに
地方税法第50条の6第1項第1号及び
第328条の6第1項第1号適用分 

  千 円   千 円   千 円   千 円 

所得税法第201条第1項第2号並びに
地方税法第50条の6第1項第2号及び
第328条の6第1項第2号適用分 

                        

所得税法第201条第3項並びに地方
税法第50条の6第2項及び第328条の
6第2項適用分 

                        

退 職 所 得 控 除 額 勤 続 年 数 就 職 年 月 日 退 職 年 月 日 

万円 年 
年  月  日 年  月  日 

(摘要) 

支 払 者 

  

住 所 (居 所)
又は所在地 

  

氏 名 又 は
名 称 (電話) 

備考 

 1 この特別徴収票は、地方税法(以下「法」という。)第50条の2及び第328条に規定する退職手当等について使用すること。 

 2 この特別徴収票の記載の要領は、次によること。 

  (1) 「住所又は居所」の欄には、特別徴収票を作成する日の現況による住所又は居所を記載すること。 

  (2) 「支払金額」の項には、自己が支払う退職手当等についてその年中に支払の確定した金額(法第50条の3第2項及び第328条の2第2項

の規定によりその例によるものとされる所得税法第202条に規定する退職一時金については、同条の規定により退職手当等の支払を受

けたものとみなされる額に相当する金額)を記載し、特別徴収票を作成する日においてまだ支払つていないものについては、これを内書

すること。また、その退職手当等の全部又は一部が同法第201条第1項第1号ロに規定する短期退職手当等(以下「短期退職手当等」とい

う。)又は同号ハに規定する特定役員退職手当等(以下「特定役員退職手当等」という。)に該当する場合には、当該短期退職手当等又は

当該特定役員退職手当等の金額を「摘要」の欄に記載すること。 

  (3) 「特別徴収税額」の項には、法第41条第1項及び第328条の5第2項の規定により徴収される税額を記載すること。 

  (4) 「勤続年数」の項には、法第50条の3第2項及び第328条の2第2項の規定によりその例によるものとされる所得税法施行令第69条又は

第70条の規定により計算した勤続年数を記載し、その計算の基礎を「摘要」の欄に記載すること。また、自己が支払う退職手当等又は

法第50条の3第2項及び第328条の2第2項の規定によりその例によるものとされる所得税法第201条第1項第1号に規定する支払済みの他

の退職手当等の全部又は一部が短期退職手当等又は特定役員退職手当等に該当する場合には、同令第71条の2第2項に規定する短期勤続

年数及びその計算の基礎又は同条第4項に規定する特定役員等勤続年数及びその計算の基礎を「摘要」の欄に記載すること。 

  (5) 次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める事項を「摘要」の欄に記載すること。 

   (イ) 法第50条の3第2項及び第328条の2第2項の規定によりその例によるものとされる所得税法施行令第70条第1項第1号の規定の適用

がある場合 同号に規定する前に支払を受けた退職手当等に係る期間及び同号に掲げる金額の計算の基礎 

   (ロ) 法第50条の3第2項及び第328条の2第2項の規定によりその例によるものとされる所得税法施行令第70条第1項第2号の規定の適用

がある場合 同号に規定する重複している部分の期間及び同号に掲げる金額の計算の基礎 

   (ハ) 法第50条の3第2項及び第328条の2第2項の規定によりその例によるものとされる所得税法施行令第71条の2第11項第1号の規定

の適用がある場合 同号に規定する前に支払を受けた退職手当等に係る期間及び同号に定める金額の計算の基礎 

   (ニ) 法第50条の3第2項及び第328条の2第2項の規定によりその例によるものとされる所得税法施行令第71条の2第11項第2号の規定

の適用がある場合 同号に規定する重複している期間及び同号に定める金額の計算の基礎 

   (ホ) 法第50条の3第2項及び第328条の2第2項の規定によりその例によるものとされる所得税法施行令第71条の2第12項第1号の規定

の適用がある場合 同号に規定する前に支払を受けた退職手当等に係る期間及び同号に定める金額の計算の基礎 

   (ヘ) 法第50条の3第2項及び第328条の2第2項の規定によりその例によるものとされる所得税法施行令第71条の2第12項第2号の規定

の適用がある場合 同号に規定する重複している期間及び同号に定める金額の計算の基礎 

  (6) 法第50条の3第2項及び第328条の2第2項の規定によりその例によるものとされる所得税法第30条第6項第2号の規定の適用を受ける

者については、その旨を「摘要」の欄に記載すること。 

  (7) その退職手当等の支払を受ける者が提出した法第50条の7第1項及び第328条の7第1項に規定する退職所得申告書に、法第50条の7第

1項第1号及び第328条の7第1項第1号に規定する支払済みの他の退職手当等がある旨の記載がある場合には、その支払済みの他の退職手

当等の支払者の氏名又は名称並びにその支払済みの他の退職手当等に係る(2)及び(3)に規定する事項を「摘要」の欄に記載すること。 

  (8) その退職手当等が法第50条の3第2項及び第328条の2第2項の規定によりその例によることとされる所得税法第41条の2の規定により

同条に規定する退職手当等の収入金額とみなされるものである場合には、その旨を「摘要」の欄に記載すること。 
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第
五
号
の
十
五
様
式
（
用
紙
縦
百
七
十
八
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

横
二
百
五
十
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
（
第
二
条
の
六
関
係
）

第五号の十五様式(用紙縦百七十八ミリメートル横二百五十五ミリメートル)(第二条の六関係) 

  

  道府県  郡 

 

市町村 

  個人市町村民税 

個人道府県民税 

森 林 環 境 税 

領 収 証 書 公 

  道府県  郡 

 

市町村 

  個人市町村民税 

個人道府県民税 

森 林 環 境 税 

納 入 書 公 

  道府県  郡 

 

市町村 

  個人市町村民税 

個人道府県民税 

森 林 環 境 税 

納入済通知書 公 

  

市区町村コード   市区町村コード   市区町村コード   

                                    

            
口 座 番 号 加 入 者 名   口 座 番 号 加 入 者 名   口 座 番 号 加 入 者 名   

            

令和  年  月分 

指 定 番 号 

令和  年  月分 

指 定 番 号 

令和  年  月分 

指 定 番 号 

      

納

入

金

額 

給 与 分 
(一括徴収分
を 含 む 。 ) 

億 千 百 十 万 千 百 十 円 

納

入

金

額 

給 与 分 
(一括徴収分
を 含 む 。 ) 

億 千 百 十 万 千 百 十 円 

納

入

金

額 

給 与 分 
(一括徴収分
を 含 む 。 ) 

億 千 百 十 万 千 百 十 円 

退職所得分                   退職所得分                   退職所得分                   

延 滞 金                   延 滞 金                   延 滞 金                   

督促手数料                   督促手数料                   督促手数料                   

合 計 額                     合 計 額                     合 計 額                     

納 期 限 令和   年   月   日   納 期 限 令和   年   月   日   納 期 限 令和   年   月   日   

 (特別徴収義務者)  (特別徴収義務者)  (特別徴収義務者) 

 住所又は

所 在 地 

〒  住所又は

所 在 地 

〒  住所又は

所 在 地 

〒 

 氏名又は

名 称 
殿  

 氏名又は

名 称 

   氏名又は

名 称 
納  

上記のとおり領収しました。 

領

収

日

付

印 

  上記のとおり納入します。 

領

収

日

付

印 
  取 り ま と め 局 

領

収

日

付

印 

  

 ※ 

日 計 
口 

道府県   局 
 

(〒    ) 
円 

上記のとおり通知します。 

(取りまとめ店)  

受付店→     銀行  

店→市町村  

※印は郵便局において使用

する欄です。 

(納入者保管)      (金融機関又は郵便局保管)   (市町村保管)       

備考 1．「領収日付印」欄は、縦 30ミリメートル、横 30ミリメートルとすること。 

   2．「市区町村コード」欄の右横の余白部分は、口座振替に係る振替の請求に使用する欄又は税目コード等の処理事項欄として、必要に応じ使用するものであること。 

第
五
号
の
十
五
の
二
様
式
（
用
紙
縦
百
七
十
八
ミ
リ
メ
ー

ト
ル
横
二
百
五
十
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
（
第
三
十
八
条
関

係
）

第五号の十五の二様式(用紙縦百七十八ミリメートル横二百五十五ミリメートル)(第三十八条関係) 

  

  道府県  郡 

 

市町村 

  個人市町村民税 

個人道府県民税 

森 林 環 境 税 

領 収 証 書   公  

  道府県  郡 

 

市町村 

  個人市町村民税 

個人道府県民税 

森 林 環 境 税 

納 入 書   公  

  道府県  郡 

 

市町村 

  個人市町村民税 

個人道府県民税 

森 林 環 境 税 

    納入済通知書   公 eL 

  

市区町村コード   市 区 町 村 コ ー ド   市区町村コード   

                                    

      
口 座 番 号 加 入 者 名 口 座 番 号 加 入 者 名 口 座 番 号 加 入 者 名 

            

令和   年   月分 

指 定 番 号 

令和   年   月分 

指 定 番 号 

令和   年   月分 

指 定 番 号 

      

納

入

金

額 

給 与 分 
(一括徴収分を
含む。) 

億 千 百 十 万 千 百 十 円 

納

入

金

額 

給 与 分 
(一括徴収分を
含む。) 

億 千 百 十 万 千 百 十 円 

納

入

金

額 

給 与 分 
(一括徴収分を
含む。) 

億 千 百 十 万 千 百 十 円 

退 職 所 得 分                   退 職 所 得 分                   退 職 所 得 分                   

延 滞 金                   延 滞 金                   延 滞 金                   

督 促 手 数 料                   督 促 手 数 料                   督 促 手 数 料                   

合 計 額                     合 計 額                     合 計 額                     

納 期 限 令和   年   月   日   納 期 限 令和   年   月   日   納 期 限 令和   年   月   日   

(特別徴収義務者) (特別徴収義務者) (特別徴収義務者) 

 住所又は

所 在 地 

〒  住所又は

所 在 地 

〒  住所又は

所 在 地 

〒 

 氏名又は

名 称 殿  

 氏名又は

名 称 

   氏名又は

名 称 納         

 e L番号：    e L番号：    e L番号： eL-QR     

上記のとおり領収しました。 
領

収

日

付

印 

  上記のとおり納入します。 
領

収

日

付

印 

  取 り ま と め 局 
領

収

日

付

印 

  

 ※ 

 日 計 
口 

道府県      局 

 

(〒      ) 

円 上記のとおり通知します。 

(取りまとめ店)    

受付店→      銀行   

店→市町村   

※印は郵便局において使用する

欄です。 

(納入者保管)        (金融機関又は郵便局保管)    (市町村保管) 

備考 1．「領収日付印」欄は、縦 30 ミリメートル、横 30ミリメートルとすること。 

   2．「市区町村コード」欄の右横の余白部分は、口座振替に係る振替の請求に使用する欄又は税目コード等の処理事項欄として、必要に応じ使用するものであること。 

   3．eL-QR は、記載されている「eL-QR」の上部に印字すること。 

第
六
号
様
式
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・

セ
ピ
ア
色
）
（
第
三
条
・
第
五
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

第六号様式(提出用)(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第三条・第五条・第十条の二関係) 

     

 

受付印 

  ※
処
理
事
項 

発 信 年 月 日 
整 理 番 号 事務所 区

分 

管 理 番 号 
申告
区分 

  
通信日付印 確 認 

              

    令和    年    月    日  
 
 

殿 

法 人 番 号 こ の 申 告 の 基 礎 申告年月日 
        法人税の 

  令和 

年 月 日 
の 申

告 

修
正 

・ 更
正 

・ 決
定 

・ 
再
更
正 

による。 
年 月 日 

所 在 地 

本県が支店等
の場合は本店
所在地と併記 

(電話                ) 

事 業 種 目   

期 末 現 在 の 資 本 金 の 額 
又 は 出 資 金 の 額 
(解散日現在の資本金の額又は出資金
の額) 

兆 
 
 
( 

十億 百万 千 円 
 
 
) 

(ふりがな )   同上が1億円以下の普通法人のうち中小法人等に該
当しないもの 

非中小法人等 

法 人 名 
  

期 末 現 在 の 資 本 金 の 額 及 び
資 本 準 備 金 の 額 の 合 算 額 

兆 
 
十億 百万 千 円 

 (ふりがな )   (ふりがな)   

代 表 者
氏 名 

  経理責任者
氏 名 

  期 末 現 在 の
資 本 金 等 の 額 

          

 

令和   年   月   日から令和   年   月   日までの 
事業年度分又は
連結事業年度分 

の 
道 府 県 民 税 
事 業 税 
特別法人事業税 

※ 
の         申告書 

 
            

 (

事

業

税) 

摘 要 課 税 標 準 税率( ) 税 額 (使 途 秘 匿 金 税 額 等) 
法人税法の規定によって計算した
法人税額 

① 

兆 
( 

十億 百万 千 円 
) 

 
(

道

府

県

民

税

) 

所

得

割 

所 得 金 額 総 額 
( － )又は別表5   

兆 十億 百万 千 円               

年 4 0 0 万 円 以 下 の 金 額  
        

0 0 0 
  兆 十億 百万 千 円 

0 0 
試験研究費の額等に係る法人税額
の特別控除額 

② 
          

年400万円を超え年800万円以下
の金額 

 
        

0 0 0 
          

0 0 還 付 法 人 税 額 等 の 控 除 額 ③ 
          

年 8 0 0 万 円 を 超 え る 金 額  
        

0 0 0 
          

0 0 退職年金等積立金に係る法人税額 ④ 
          

計       ＋ ＋   
        

0 0 0 
          

0 0 
課税標準となる法人税額又は個別
帰属法人税額   ①＋②－③＋④ 

⑤ 
        

0 0 0 

軽減税率不適用法人の金額  
        

0 0 0 
          

0 0 
2以上の道府県に事務所又は事業所
を有する法人における課税標準とな
る法人税額又は個別帰属法人税額 

⑥ 
        

0 0 0 

付
加
価
値
割 

付 加 価 値 額 総 額  
              法 人 税 割 額 

(⑤又は⑥× ) 
⑦ 

        
  

付 加 価 値 額  
        

0 0 0 
  兆 十億 百万 千 円 

0 0 
道府県民税の特定寄附金税額控除
額 

⑧ 
          

資
本
割 

資 本 金 等 の 額 総 額  
              

税額控除超過額相当額の加算額 ⑨ 
          

資 本 金 等 の 額  
        

0 0 0 
  兆 十億 百万 千 円 

0 0 
外国関係会社等に係る控除対象所
得税額等相当額又は個別控除対象
所得税額等相当額の控除額 

⑩ 
          

収
入
割 

収 入 金 額 総 額  
              

外国の法人税等の額の控除額 ⑪ 
        

  

収 入 金 額  
        

0 0 0 
  兆 十億 百万 千 円 

0 0 
仮装経理に基づく法人税割額の控
除額 

⑫ 
        

  

合 計 事 業 税 額  ＋ ＋ ＋ 又 は ＋ ＋ ＋   
        

0 0 
差引法人税割額 
⑦－⑧＋⑨－⑩－⑪－⑫ 

⑬ 
        

0 0 

事 業 税 の 特 定
寄附金税額控除額 

           
仮装経理に基づく
事業税額の控除額 

 
        

  
既に納付の確定した当期分の法人
税割額 

⑭ 
        

0 0 

差引事業税額 
－ －  

 
        

0 0 
既に納付の確定した
当期分の事業税額 

 
        

0 0 
租税条約の実施に係る法人税割額
の控除額 

⑮ 
        

  

租税条約の実施に
係る事業税額の控
除額 

 
        

  
この申告により納付すべ
き事業税額 － －  

 
        

0 0 
この申告により納付すべき法人税
割額        ⑬－⑭－⑮ 

⑯         0 0 

の
内
訳 

所 得 割  
        

0 0 付 加 価 値 割  
        

0 0 
均

等

割

額 

算定期間中において事務所等
を有していた月数 

⑰ 
    

月 

資 本 割  
        

0 0 収 入 割  
        

0 0 円×  ⑱ 
兆 十億 百万 千 円 

0 0 

のうち見込納付額  
        

  
差 引 

－  
           

既に納付の確定した当期分の
均等割額 

⑲ 
        

0 0 

(

特
別
法
人
事
業
税) 

摘 要 課 税 標 準 税率  税 額 
この申告により納付すべき均
等割額       ⑱－⑲ 

⑳ 
        

0 0 署

名 

関
与
税
理
士 

所得割に係る特別法人事業税額  兆 十億 百万 千 円 
0 0 

  兆 十億 百万 千 円 
0 0 

この申告により納付すべき道府県
民税額         ⑯＋⑳ 

 
        

0 0 

収入割に係る特別法人事業税額  
        

0 0 
          

0 0 のうち見込納付額  
        

  

 
(

電
話 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

)
 

 

合計特別法人事業税額( ＋ )  
        

0 0 差 引         －   
          

仮装経理に基づく特別
法人事業税額の控除額 

 
兆 十億 百万 千 円 差引特別法人事業税額

－  
 
        

0 0 

場
合
の
⑦
の
計
算

 

東
京
都
に
申
告
す
る 

特別区分の課税標準額  
        

0 0 0 

既に納付の確定し
た当期分の特別法
人事業税額 

 
        

0 0 
租税条約の実施に係
る特別法人事業税額
の 控 除 額 

 
          同上に対する税額 

×  
 
        

  

この申告により納付す
べき特別法人事業税額

－ －  
 
        

0 0 
 の う ち

見 込 納 付 額 
 
          

市町村分の課税標準額  
        

0 0 0 

差 引 
－  

 
        

    
同上に対する税額 

×  
           

所
得
金
額
の
計
算
の
内
訳 

所得金額(法人税の明細書(別表4)の(34))又は個別所得金額(法人税の明細
書(別表4の2付表)の(42)) 

           
法人税の期末現在の資本金等の額又は
連 結 個 別 資 本 金 等 の 額 

兆 十億 百万 千 円 

加

算 

損金の額又は個別帰属損金額に算入した所得税額及び復興特別所得税額  
          法人税の当期の確定税額又は連結法人

税 個 別 帰 属 支 払 額 

     

損金の額又は個別帰属損金額に算入した海外投資等損失準備金勘定へ
の繰入額 

 
          

決 算 確 定 の 日 ・    ・ 

減

算 

益金の額又は個別帰属益金額に算入した海外投資等損失準備金勘定か
らの戻入額 

 
          

解 散 の 日 ・    ・ 

外国の事業に帰属する所得以外の所得に対して課された外国法人税額  
          

残余財産の最後の分配又は引渡しの日 ・    ・ 

仮計 ＋ ＋ － －   
          

申告期限の延長の処分(承認)の有無 事業税 有・無 法人税 有・無 

繰越欠損金額等若しくは災害損失金額又は債務免除等があった場合の欠損
金額等の当期控除額 

 
          

法 人 税 の 申 告 書 の 種 類 青色・その他 

法人税の所得金額(法人税の明細書(別表4)の(52))又は個別所得金額(法人税の
明細書(別表4の2付表)の(55)) 

 
          

この申告が中間申告の場合の計算期間 
・    ・ 
・    ・ 

法 第 1 5 条 の 4 の 徴 収 猶 予 を 受 け よ う と す る 税 額  
          翌 期 の 中 間 申 告 の 要 否 要 ・ 否 国外関連者の有無 有・無 

  還 付 請 求 中 間 納 付 額            
還付を受けようとする金融
機関及び支払方法 

銀行     支店 
口座番号(普通・当座) 

第六号様式(入力用)(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第三条・第五条・第十条の二関係) 
1     

整 理 番 号 事務所 区
分 

管 理 番 号 
申告
区分 

24 

  
  A     

  法 人 番 号 38 申告年月日 43 

          申告
基礎 

00 
  

      
年 月 日 

  25 37  
12 B   

  

  

期末現在の資本金の額
又 は 出 資 金 の 額 
(解散日現在の資本金の額
又 は 出 資 金 の 額) 

  86 

  

          

 

  
期末現在の資本金の額及び
資本準備金の額の合算額 

  87 
  

          

  
期 末 現 在 の
資 本 金 等 の 額  

  88 
  

        

69 
   
  44   49   50   55     

事 業 年 度 又 は
連 結 事 業 年 度 

                      

  
56 

予備 
          12 

B 
      
  

  
12 

使途秘匿金
税 額 等 

85           

  

12 
B 

  
28 

  
        

  
B   01 

  
        

  
  

29 
  

      0 0 0 75 
  

      0 0 

  

02 
  

        

30 
  

      0 0 0 76 
  

      0 0 03 
  

        

31 
  

      0 0 0 77 
  

      0 0 04 
  

        

32 
  

      0 0 0 78 
  

      0 0 05         0 0 0 

33 
  

      0 0 0 79 
  

      0 0 06 
  

      0 0 0 

34 
  

          07 
  

        

35 
  

      0 0 0 80 
  

      0 0 08 
  

        

36 
  

          09 
  

        

37 
  

      0 0 0 81 
  

      0 0 10 
  

        

38 
  

          11 
  

        

39 
  

      0 0 0 82 
  

      0 0 12 
  

        

  
40 

  
      0 0 13 

  
      0 0 

  

41           

  

42 
  

        14         0 0 

43         0 0 44 
  

      0 0 15           

45           46 
  

      0 0 16         0 0 

47         0 0 48 
  

      0 0 17           

49         0 0 50 
  

      0 0 18 
  

      0 0 

51           52           19         0 0 

      
20         0 0 

  

53 
  

      0 0 
  

83 
  

      0 0 21         0 0 

54 
  

      0 0 84 
  

      0 0 22 
  

        

    
55 

  
      0 0 23 

  
        

  

56 
  

        

  

57 
  

      0 0 24 
  

      0 0 0 

58 
  

      0 0 59 
  

        25 
  

        

60 
  

      0 0 61 
  

        26         0 0 0 

62           
  

27           

  
分割
基準 

分割
県数 

  

  
  

63           
12 B   89 

  
        

  

64           
 

  

住

民

税 

総 数 90             
65           

本 県 分 91           
     法人税の繰戻しがあ

る場合の繰越欠損金
額又は繰越個別欠損
金額 

     収入金額課税された
事業に係る所得金額
又は個別所得金額 

73           
66           

東 京 都
市町村分 

92           74           
67           

事

業

税 

1 
総 数 93           

  

68           
本 県 分 94           

69           

2 
総 数 95           

70           
本 県 分 96           

71           

3 
総 数 97           

72           
本 県 分 98           

  
売
上
高 

総 数 99           

  
  

軌道又
は鉄道 

100           
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第6号様式記載要領 

 1 この申告書は、法第72条の2第1項第1号又は第2号に掲げる事業を行う法人(同項第1号

に掲げる事業と同項第2号に掲げる事業とを併せて行う法人を含み、同項第3号又は第4

号に掲げる事業を行う法人を除く。)が仮決算に基づく中間申告、確定した決算に基づ

く確定申告又はこれらに係る修正申告をする場合に使用すること。なお、事業税及び特

別法人事業税に係る仮決算に基づく中間申告は、その税額が予定申告に係る税額を超え

ないときに限り行うことができること。 

 2 この申告書は、事務所又は事業所所在地の道府県知事に1通を提出すること。ただし、

2以上の道府県に事務所又は事業所を有する法人は、主たる事務所又は事業所(外国法人

にあっては、法の施行地において行う事業の経営の責任者が主として執務する恒久的施

設)所在地の道府県知事に対しては、写し(提出用の写し)1通を添付すること。 

 3 ※印の欄は記載しないこと。 

 4 「法人番号」欄には、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号をいう。)を記載すること。 

 5 金額の単位区分(けた)のある欄の記載に際しては、単位区分に従って、正確に金額を

記載すること。また、記載すべき金額が赤字額となるときは、その金額の直前の単位(け

た)に△印を付すること。 

 6 法人課税信託の受託者が当該法人課税信託について、この申告書を提出する場合にあ

っては、「法人名」の欄には法人課税信託の名称を併記すること。 

 7 「期末現在の資本金等の額」の欄は、法第23条第1項第4号の2イ若しくはハ(政令第6

条の24第1号に定める金額に限る。)又は地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律

第5号。以下この記載要領において「令和2年改正法」という。)附則第1条第5号に掲げ

る規定による改正前の法(以下この記載要領において「令和2年旧法」という。)第23条

第1項第4号の5イ、ニ若しくはホ(地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第

264号)による改正前の政令(以下この記載要領において「令和2年旧政令」という。)第6

条の25第1号に定める金額に限る。)に定める額を記載すること。 

 8 通算法人(法人税法第2条第12号の7の2に規定する通算法人をいう。以下この記載要領

において同じ。)及び通算法人であった法人(法第53条第3項(令和2年改正法附則第5条第

4項又は第5項において準用する場合を含む。)、第8項、第13項、第19項又は第26項(令

和2年改正法附則第5条第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようと

する通算法人であった法人に限る。)にあっては、「法人税法の規定によって計算した法

人税額①」から「退職年金等積立金に係る法人税額④」までの各欄は記載しないことと

し、「課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額⑤」の欄に第6号様式別表1の「課

税標準となる法人税額⑭」の欄の金額を記載すること。 

 9 連結法人(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附

則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(以下この記載要領

において「令和2年旧法人税法」という。)第2条第12号の7の2に規定する連結法人をい

う。以下この記載要領において同じ。)及び連結法人であった法人(令和2年改正法附則

第5条第4項若しくは第5項において準用する法第53条第3項若しくは令和2年改正法附則

第5条第6項において準用する法第53条第26項又は令和2年旧法第53条第5項、第9項若し

くは第15項の規定の適用を受けようとする連結法人であった法人に限り、通算法人及び

通算法人であった法人を除く。)にあっては、「法人税法の規定によって計算した法人税

額①」から「退職年金等積立金に係る法人税額④」までの各欄は記載しないこととし、

「課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額⑤」の欄に第6号様式別表1の3の「課

税標準となる個別帰属法人税額又は法人税額⑦」の欄の金額を記載すること。 

 10 道府県内に恒久的施設を有する外国法人にあっては、「法人税法の規定によって計算

した法人税額①」から「仮装経理に基づく法人税割額の控除額⑫」までの各欄は記載し

ないこととし、「差引法人税割額⑬」の欄に第6号様式別表1の2の「計⑩」の欄の金額を

記載すること。 

 11 道府県民税の「法人税法の規定によって計算した法人税額①」の欄は、法人税の申

告書(別表1)の「法人税額計」の欄の金額(この欄の上段に使途秘匿金の支出の額の40％

相当額が記載されている場合には、当該額を加算した金額)(法人税の明細書(別表6(2)

付表6)の「7の計」欄に金額の記載がある場合の当該金額を除く。)を記載し、括弧内に

は、土地譲渡利益金額に対する法人税額、法人税の申告書(別表1)の「税額控除超過額

相当額等の加算額」の欄の金額(法人税の明細書(別表6(2)付表6)の「7の計」欄に金額

の記載がある場合の当該金額を除く。)及び使途秘匿金の支出に対する法人税額(使途秘

匿金の支出の額の40％相当額)の合計額を記載すること。 

 12 道府県民税の「 のうち見込納付額 」の欄は、法人税法第75条の2第1項(同法第

144条の8において準用する場合を含む。)の規定により確定申告書の提出期限が延長さ

れている法人(同法第75条の2第11項第2号の規定により当該提出期限の延長がされた

ものとみなされた法人を含む。)が道府県民税につき申告書の提出前に納付した金額又

は令和2年旧法人税法第75条の2第1項(法人税法第144条の8において準用する場合を含

む。)の規定により確定申告書の提出期限が延長されている法人が道府県民税につき申

告書の提出前に納付した金額若しくは令和2年旧法人税法第81条の24第1項の規定によ

り連結確定申告書(令和2年旧法人税法第2条第32号に規定する連結確定申告書をい

う。)の提出期限が延長されている法人(当該法人との間に連結完全支配関係(令和2年

旧法人税法第2条第12号の7の7に規定する連結完全支配関係をいう。)がある連結子法

人(令和2年旧法人税法第2条第12号の7に規定する連結子法人をいう。)(令和2年旧法人

税法第2条第16号に規定する連結申告法人に限る。)を含む。)が道府県民税につき申告

書の提出前に納付した金額を記載すること。 

 13 事業税の「所得金額総額 」の欄は、第6号様式別表5を添付する法人にあっては第6

号様式別表5の「合計 」の欄の金額を、その他の法人にあってはこの申告書の「仮計 」

の欄の金額から「繰越欠損金額等若しくは災害損失金額又は債務免除等があった場合

の欠損金額等の当期控除額 」の欄の金額を控除した金額を記載すること。 

 14 事業税の「付加価値額総額 」又は「資本金等の額総額 」の各欄は、法第72条の2

第1項第1号イに掲げる法人が第6号様式別表5の2の「課税標準となる付加価値額⑪」又

は「課税標準となる資本金等の額 」の各欄の金額をそれぞれ記載すること。 

 15 事業税の「 のうち見込納付額 」の欄は、法第72条の25第3項(法第72条の28第2

項及び第72条の29第2項において準用する場合を含む。)若しくは第5項(法第72条の28

第2項並びに第72条の29第2項及び第6項において準用する場合を含む。)又は令和2年旧

法第72条の25第5項(令和2年旧法第72条の28第2項及び第72条の29第2項において準用

する場合を含む。)の規定により確定申告書の提出期限が延長されている法人が事業税

につき当該申告書の提出前に納付した金額を記載すること。 

 16 特別法人事業税の「所得割に係る特別法人事業税額 」の「課税標準」の欄は、標

準税率が適用される法人については「計 」又は「軽減税率不適用法人の金額 」の「税

額」の欄の金額を記載し、標準税率以外の税率が適用される法人については第6号様式

別表14の「計⑤」又は「軽減税率不適用法人の金額⑥」の「基準法人所得割額」の欄

の金額を記載すること。 

 17 特別法人事業税の「収入割に係る特別法人事業税額 」の「課税標準」の欄は、標

準税率が適用される法人については「収入金額 」の「税額」の欄の金額を記載し、標

準税率以外の税率が適用される法人については第6号様式別表14の「収入金額⑧」の「基

準法人収入割額」の欄の金額を記載すること。 

 18 特別法人事業税の「 のうち見込納付額 」の欄は、事業税の確定申告書の提出期

限が延長されている法人が特別法人事業税につき当該申告書の提出前に納付した金額

を記載すること。 

 19 事業税の「所得金額(法人税の明細書(別表4)の(34))又は個別所得金額(法人税の明

細書(別表4の2付表)の(42)) 」の欄は、法人税法第64条の8の規定の適用を受ける法人

にあっては法人税の明細書(別表4)の「合計(34)」の欄の金額に、法人税の明細書(別

表4付表)の「通算法人の合併等があつた場合の欠損金の損金算入額(9)」の欄の金額を

加算した金額を記載し、令和2年旧法人税法第81条の9第4項の規定の適用を受ける法人

にあっては法人税の明細書(別表4の2付表)の「仮計(42)」の欄の金額に、同明細書の

「被合併法人等の最終の事業年度の欠損金の損金算入額(34)」の欄の金額を加算した

金額を記載すること。 

 20 「法第15条の4の徴収猶予を受けようとする税額 」の欄は、法第15条の4第1項又は

令和2年旧法第15条の4第1項の規定の適用を受けようとする場合において、第1号様式

による届出書に代えようとする法人が記載すること。 

 21 還付請求の「中間納付額 」の欄は、法第53条第32項若しくは第72条の28第4項又は

令和2年旧法第53条第20項の規定により還付を受けようとする場合において、政令第9

条の2若しくは第25条又は令和2年旧政令第9条の2の規定による請求書に代わるものと

して記載することができること。 

 22 法第23条第1項第4号の2イ(1)又は令和2年旧法第23条第1項第4号の5イ(1)の規定の

適用を受ける法人にあっては、これらの規定に規定する剰余金又は利益準備金の全部

若しくは一部を資本金とした事実及び資本金とした金額を証する書類を添付すること。 

 23 法第23条第1項第4号の2イ(2)又は令和2年旧法第23条第1項第4号の5イ(2)の規定の

適用を受ける法人にあっては、これらの規定に規定する資本の欠損の填補を行った事

実及び資本の欠損の填補に充てた金額を証する書類を添付すること。 

 24 法第23条第1項第4号の2イ(3)又は令和2年旧法第23条第1項第4号の5イ(3)の規定の

適用を受ける法人にあっては、これらの規定に規定する剰余金を損失の填補に充てた

事実及び剰余金を損失の填補に充てた金額を証する書類を添付すること。 
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第六号様式(その2)(提出用)(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第三条・第五条・第十条の二関係) 

     

 

受付印 

  ※
処
理
事
項 

発 信 年 月 日 
整 理 番 号 事務所 区

分 

管 理 番 号 
申告
区分 

  
通信日付印 確 認 

              

    令和    年    月    日  
 
 

殿 

法 人 番 号 こ の 申 告 の 基 礎 申告年月日 
        法人税の 

  令和 

年 月 日 
の 申

告 

修
正 

・ 更
正 

・ 決
定 

・ 
再
更
正 

による。 
年 月 日 

所 在 地 

本県が支店等
の場合は本店
所在地と併記 

(電話                ) 

事 業 種 目 
  

期 末 現 在 の 資 本 金 の 額 
又 は 出 資 金 の 額 
( 解 散 日 現 在 の 資 本 金 の 額
又 は 出 資 金 の 額 ) 

兆 
 
 
( 

十億 百万 千 円 
 
 
) 

(ふりがな )   同上が1億円以下の普通法人のうち中小法人等に該
当しないもの 

非中小法人等 

法 人 名 
  

期 末 現 在 の 資 本 金 の 額 及 び
資 本 準 備 金 の 額 の 合 算 額 

兆 
 
十億 百万 千 円 

 (ふりがな )   (ふりがな)   

代 表 者
氏 名 

  経理責任者
氏 名 

  期 末 現 在 の
資 本 金 等 の 額 

          

 

令和   年   月   日から令和   年   月   日までの 
事業年度分又は
連結事業年度分 

の 
道 府 県 民 税 
事 業 税 
特別法人事業税 

※ 
の         申告書             

 (

事

業

税) 

摘 要 課 税 標 準 税率( ) 税 額 
(使途秘匿金税額等) 
法人税法の規定によって計算し
た法人税額 

① 

兆 
( 

十億 百万 千 円 
) 

 
(

道

府

県

民

税) 

第
一
号
に

掲
げ
る

事
業 

法
第
七
十
二
条
の
二
第
一
項 

所

得

割 

所 得 金 額 総 額 
別表5   

兆 十億 百万 千 円     
          

年400万円以下の金額  
        

0 0 0 
  兆 十億 百万 千 円 

0 0 試験研究費の額等に係る法人税
額の特別控除額 

②           
年400万円を超え年800
万円以下の金額 

 
        

0 0 0 
          

0 0 
還 付 法 人 税 額 等 の 控 除 額 ③           

年800万円を超える金
額 

 
        

0 0 0 
          

0 0 
退職年金等積立金に係る法人税
額 

④           
計  ＋ ＋   

        
0 0 0 

          
0 0 

課税標準となる法人税額又は個別
帰属法人税額 ①＋②－③＋④ 

⑤         0 0 0 
軽減税率不適用法人の
金額 

 
        

0 0 0 
          

0 0 2以上の道府県に事務所又は事業所
を有する法人における課税標準とな
る法人税額又は個別帰属法人税額 

⑥         0 0 0 
付
加
価
値
割 

付 加 価 値 額 総 額  
              

法 人 税 割 額 
(⑤又は⑥× ) 

⑦           
付 加 価 値 額  

        
0 0 0 

  兆 十億 百万 千 円 
0 0 道府県民税の特定寄附金税額控

除額 
⑧           

資
本
割 

資 本 金 等 の 額 総 額  
              

税額控除超過額相当額の加算額 ⑨           

資 本 金 等 の 額  
        

0 0 0 
  兆 十億 百万 千 円 

0 0 外国関係会社等に係る控除対象
所得税額等相当額又は個別控除
対象所得税額等相当額の控除額 

⑩           
に
掲
げ
る
事
業 

第
一
項
第
二
号 

法
第
七
十
二
条
の
二 

収
入
割 

収 入 金 額 総 額  
              

外国の法人税等の額の控除額 ⑪           

収 入 金 額  
        

0 0 0 
  兆 十億 百万 千 円 

0 0 
仮装経理に基づく法人税割額の
控除額 

⑫           

第
三
号
に

掲
げ
る

事
業 

法
第
七
十
二
条
の
二
第
一
項 

所
得
割 

所 得 金 額 総 額 
別表5  

               

差引法人税割額 
⑦－⑧＋⑨－⑩－⑪－⑫ 

⑬         0 0 
所 得 金 額  

  
      0 0 0   兆 十億 百万 千 円 

0 0 既に納付の確定した当期分の法
人税割額 

⑭         0 0 
付
加
価
値
割 

付 加 価 値 額 総 額  
      

  
      

租税条約の実施に係る法人税割
額の控除額 

⑮           
付 加 価 値 額  

      
  0 0 0   兆 十億 百万 千 円 

0 0 この申告により納付すべき法人税
割額        ⑬－⑭－⑮ 

⑯         0 0 

資
本
割 

資 本 金 等 の 額 総 額  
      

        

均

等

割

額 

算定期間中において事務所
等を有していた月数 

⑰     月 

資 本 金 等 の 額  
      

  0 0 0   兆 十億 百万 千 円 
0 0 

円×  ⑱ 
兆 十億 百万 千 円 

0 0 
収
入
割 

収 入 金 額 総 額  
      

  
      

既に納付の確定した当期分
の均等割額 

⑲         0 0 
収 入 金 額          0 0 0   兆 十億 百万 千 円 

0 0 この申告により納付すべき
均等割額     ⑱－⑲ 

⑳         0 0 

合計事業税額         ( 又は )＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋   
        

0 0 
署

名 

関
与
税
理
士 

この申告により納付すべき道府
県民税額 ⑯＋⑳ 

         0 0 
事 業 税 の 特 定
寄附金税額控除額 

 
        

  
仮装経理に基づく
事業税額の控除額  

        
  

のうち見込納付額            
差引事業税額 

－ －  
         0 0 

既に納付の確定した
当期分の事業税額 

 
        

0 0 

 
(

電
話 

 
 

 
 

 
 

差 引        －             
租税条約の実施に係
る事業税額の控除額 

 
          この申告により納付

す べ き 事 業 税 額 
－ －  

 
        

0 0 

場
合
の
⑦
の
計
算 

東
京
都
に
申
告
す
る 

特 別 区 分 の 課 税 標 準 額          0 0 0 

の
内
訳 

法 第 72 条 の 2 第 1 項 第 1 号 又 は 第 2 号 に 掲 げ る 事 業 

所 得 割  
        

0 0 付 加 価 値 割  
        

0 0 
同上に対する税額 

×  
           

資 本 割  
        

0 0 収 入 割  
        

0 0 市 町 村 分 の 課 税 標 準 額          0 0 0 

法 第 72 条 の 2 第 1 項 第 3 号 に 掲 げ る 事 業 同上に対する税額 
×  

           

所 得 割  
        

0 0 付 加 価 値 割  
        

0 0 
法人税の所得金額(法人税の明細書
(別表4)の(52))又は個別所得金額(法
人税の明細書(別表4の2付表)の(55)) 

           

資 本 割  
        

0 0 収 入 割          0 0 
法第15条の4の徴収猶予を受けよ
うとする税額            

のうち見込納付額  
        

  
差 引 

－             

還
付
請
求 

中 間 納 付 額            

(

特
別
法
人
事
業
税) 

摘 要 課 税 標 準 税率  税 額 

法第72条の2第1項第1号に掲げる事業の
所得割に係る特別法人事業税額  

兆 十億 百万 千 円 
0 0   

兆 十億 百万 千 円 
0 0 

還付を受けようとする金融機
関及び支払方法 

銀行     支店 
口座番号(普通・当座) 

法第72条の2第1項第2号に掲げる事業の
収入割に係る特別法人事業税額  

        
0 0   

        
0 0 

法人税の期末現在の資本金等の額
又 は 連 結 個 別 資 本 金 等 の 額 

兆 十億 百万 千 円 

法第72条の2第1項第3号に掲げる事業の
収入割に係る特別法人事業税額          0 0   

        
0 0 

法 人 税 の 当 期 の 確 定 税 額 又 は
連 結 法 人 税 個 別 帰 属 支 払 額 

          

合計特別法人事業税額                   ＋ ＋   
        

0 0 決 算 確 定 の 日 ・  ・ 解 散 の 日 ・  ・ 
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仮装経理に基づく特別
法人事業税額の控除額 

 
兆 十億 百万 千 円 差引特別法人事業税額 

－  
 
        

0 0 
残余財産の最後の分
配又は引渡しの日 

・  ・   

 
)
 

 

既に納付の確定した
当期分の特別法人事
業税額 

         0 0 
租税条約の実施に係
る特別法人事業税額
の控除額 

 
          

申告期限の延長の処分(承認)の有無 事業税 有・無 法人税 有・無 

この申告により納付すべ
き特別法人事業税額 

－ －  
         0 0 

 の う ち
見 込 納 付 額 

 
          

法人税の申告書の
種類 

青色・その他 
この申告が中
間申告の場合
の計算期間 

・  ・ 

・  ・ 

差 引 
－  

             翌 期 の 中 間 申 告 の 要 否 要・否 国 外 関 連 者 の 有 無 有・無 

 

第六号様式(その2)(入力用)(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第三条・第五条・第十条の二関係) 
 
    分割

基準 
分割
県数       12 

B 
    

  1 整 理 番 号 事務所 区
分 

管 理 番 号 
申告
区分 

24   
100             

  

  
    A   

    
  

住

民

税 

総 数 101             

本 県 分 102           
  

法 人 番 号   38 申告年月日 43 

        申告
基礎 

00         
年 月 日 

  東 京 都
市町村分 103 

          

事

業

税 

1 
総 数 104             

25 37 12     
B     

本 県 分 105           
      期末現在の資本金の額

又 は 出 資 金 の 額 
(解散日現在の資本金の額
又 は 出 資 金 の 額) 

    

    97             

2 
総 数 106           

本 県 分 107           

  
  

3 
総 数 108           

  
期末現在の資本金の額及び
資本準備金の額の合算額 

  98             本 県 分 109           

  期 末 現 在 の
資 本 金 等 の 額  

  99           

69   44   49 
  

50   55 
  
  

事業年度又は
連結事業年度 

                         
 

56 
予備 

          

  

          12 
B     

       
    12 使途秘匿金

税 額 等 
96           

  

12 
B 

  
28           

  

B   
  

  

  

01           
  

29         0 0 0 81         0 0 
02           

30         0 0 0 82         0 0 
03           

31         0 0 0 83         0 0 
04           

32         0 0 0 84         0 0 
05         0 0 0 

33         0 0 0 85         0 0 
06         0 0 0 

34             
07           

35         0 0 0 86         0 0 
08           

36             
09           

37         0 0 0 87         0 0 
10           

38             
11           

39         0 0 0 88         0 0 
12           

40             
13         0 0 

41         0 0 0 89         0 0 
14         0 0 

42             
15           

43         0 0 0 90         0 0 
16 

  
      0 0 

44             
17          

45         0 0 0 91         0 0 
18         0 0 

46             
19         0 0 

47         0 0 0 92         0 0 
20         0 0 

  48         0 0 
21         0 0 

  

49           

  

50           
22           

51         0 0 52         0 0 
23           

53           54         0 0 
24         0 0 0 

    

  
55         0 0 

  
56         0 0 25           

57         0 0 58         0 0 26         0 0 0 

    
27           

  

59         0 0 

  

60         0 0 
76           

61         0 0 62         0 0 
77           

63           64           
78           

    

  

65         0 0 

  

93         0 0 

  66         0 0 94         0 0 

67         0 0 95         0 0 

  68         0 0 

  

法人税の繰戻しがある
場合の繰越欠損金額又
は繰越個別欠損金額 
収入金額課税された
事業に係る所得金額
又 は 個 別 所 得 金 額 

79           

  

69           

  

70         0 0 80           

71         0 0 72             

73         0 0 74             売
上
高 

総 数 110           

75         0 0       
軌 道 又
は 鉄 道 111           

 

第6号様式(その2)記載要領 

 1 この申告書は、法第72条の2第1項第3号に掲げる事業を行う法人(同項第1号又は第2

号に掲げる事業と同項第3号に掲げる事業とを併せて行う法人並びに同項第1号に掲げ

る事業、同項第2号に掲げる事業及び同項第3号に掲げる事業を併せて行う法人を含み、

同項第4号に掲げる事業を行う法人を除く。)が仮決算に基づく中間申告、確定した決

算に基づく確定申告又はこれらに係る修正申告をする場合に使用すること。なお、事

業税及び特別法人事業税に係る仮決算に基づく中間申告は、その税額が予定申告に係

る税額を超えないときに限り行うことができること。 

 2 この申告書は、事務所又は事業所所在地の道府県知事に1通を提出すること。ただし、

2以上の道府県に事務所又は事業所を有する法人は、主たる事務所又は事業所(外国法

人にあっては、法の施行地において行う事業の経営の責任者が主として執務する恒久

的施設)所在地の道府県知事に対しては、写し(提出用の写し)1通を添付すること。 

 3 ※印の欄は記載しないこと。 

 4 「法人番号」欄には、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号をいう。)を記載すること。 

 5 金額の単位区分(けた)のある欄の記載に際しては、単位区分に従って、正確に金額を

記載すること。また、記載すべき金額が赤字額となるときは、その金額の直前の単位(け

た)に△印を付すること。 

 6 法人課税信託の受託者が当該法人課税信託について、この申告書を提出する場合にあ

っては、「法人名」の欄には法人課税信託の名称を併記すること。 

 7 「期末現在の資本金等の額」の欄は、法第23条第1項第4号の2イ若しくはハ(政令第6

条の24第1号に定める金額に限る。)又は地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法

律第5号。以下この記載要領において「令和2年改正法」という。)附則第1条第5号に掲

げる規定による改正前の法(以下この記載要領において「令和2年旧法」という。)第

23条第1項第4号の5イ、ニ若しくはホ(地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年

政令第264号)による改正前の政令(以下この記載要領において「令和2年旧政令」とい

う。)第6条の25第1号に定める金額に限る。)に定める額を記載すること。 

 8 通算法人(法人税法第2条第12号の7の2に規定する通算法人をいう。以下この記載要領

において同じ。)及び通算法人であった法人(法第53条第3項(令和2年改正法附則第5条

第4項又は第5項において準用する場合を含む。)、第8項、第13項、第19項又は第26項(令

和2年改正法附則第5条第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けよう

とする通算法人であった法人に限る。)にあっては、「法人税法の規定によって計算し

た法人税額①」から「退職年金等積立金に係る法人税額④」までの各欄は記載しない

こととし、「課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額⑤」の欄に第6号様式別表1

の「課税標準となる法人税額⑭」の欄の金額を記載すること。 

 9 連結法人(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附

則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(以下この記載要

領において「令和2年旧法人税法」という。)第2条第12号の7の2に規定する連結法人を

いう。以下この記載要領において同じ。)及び連結法人であった法人(令和2年改正法附

則第5条第4項若しくは第5項において準用する法第53条第3項若しくは令和2年改正法

附則第5条第6項において準用する法第53条第26項又は令和2年旧法第53条第5項、第9

項若しくは第15項の規定の適用を受けようとする連結法人であった法人に限り、通算

法人及び通算法人であった法人を除く。)にあっては、「法人税法の規定によって計算

した法人税額①」から「退職年金等積立金に係る法人税額④」までの各欄は記載しな

いこととし、「課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額⑤」の欄に第6号様式別

表1の3の「課税標準となる個別帰属法人税額又は法人税額⑦」の欄の金額を記載する

こと。 

 10 道府県内に恒久的施設を有する外国法人にあっては、「法人税法の規定によって計算

した法人税額①」から「仮装経理に基づく法人税割額の控除額⑫」までの各欄は記載

しないこととし、「差引法人税割額⑬」の欄に第6号様式別表1の2の「計⑩」の欄の金

額を記載すること。 

 11 道府県民税の「法人税法の規定によって計算した法人税額①」の欄は、法人税の申

告書(別表1)の「法人税額計」の欄の金額(この欄の上段に使途秘匿金の支出の額の40％

相当額が記載されている場合には、当該額を加算した金額)(法人税の明細書(別表6(2)

付表6)の「7の計」欄に金額の記載がある場合の当該金額を除く。)を記載し、括弧内

には、土地譲渡利益金額に対する法人税額、法人税の申告書(別表1)の「税額控除超過

額相当額等の加算額」の欄の金額(法人税の明細書(別表6(2)付表6)の「7の計」欄に金

額の記載がある場合の当該金額を除く。)及び使途秘匿金の支出に対する法人税額(使

途秘匿金の支出の額の40％相当額)の合計額を記載すること。 

 12 道府県民税の「 のうち見込納付額 」の欄は、法人税法第75条の2第1項(同法第144

条の8において準用する場合を含む。)の規定により確定申告書の提出期限が延長され

ている法人(同法第75条の2第11項第2号の規定により当該提出期限の延長がされたも

のとみなされた法人を含む。)が道府県民税につき申告書の提出前に納付した金額又は

令和2年旧法人税法第75条の2第1項(法人税法第144条の8において準用する場合を含

む。)の規定により確定申告書の提出期限が延長されている法人が道府県民税につき申

告書の提出前に納付した金額若しくは令和2年旧法人税法第81条の24第1項の規定によ

り連結確定申告書(令和2年旧法人税法第2条第32号に規定する連結確定申告書をい

う。)の提出期限が延長されている法人(当該法人との間に連結完全支配関係(令和2年

旧法人税法第2条第12号の7の7に規定する連結完全支配関係をいう。)がある連結子法

人(令和2年旧法人税法第2条第12号の7に規定する連結子法人をいう。)(令和2年旧法人

税法第2条第16号に規定する連結申告法人に限る。)を含む。)が道府県民税につき申告

書の提出前に納付した金額を記載すること。 

 13 事業税の「所得金額総額 」の欄は、法第72条の2第1項第1号に掲げる事業を行う法

人が第6号様式別表5の「合計 」の欄の金額を記載し、「所得金額総額 」の欄は、法

第72条の2第1項第3号に掲げる事業を行う法人が第6号様式別表5の「合計 」の欄の金

額を記載すること。 

 14 事業税の「付加価値額総額 」又は「資本金等の額総額 」の各欄は、法第72条の2

第1項第1号イに掲げる法人が第6号様式別表5の2の「課税標準となる付加価値額⑪」又

は「課税標準となる資本金等の額 」の各欄の金額をそれぞれ記載し、「付加価値額総

額 」又は「資本金等の額総額 」の各欄は、法第72条の2第1項第3号イに掲げる法人

236



が第6号様式別表5の2の「課税標準となる付加価値額⑪」又は「課税標準となる資本金

等の額 」の各欄の金額をそれぞれ記載すること。 

 15 事業税の「 のうち見込納付額 」の欄は、法第72条の25第3項(法第72条の28第2

項及び第72条の29第2項において準用する場合を含む。)若しくは第5項(法第72条の28

第2項並びに第72条の29第2項及び第6項において準用する場合を含む。)又は令和2年旧

法第72条の25第5項(令和2年旧法第72条の28第2項及び第72条の29第2項において準用

する場合を含む。)の規定により確定申告書の提出期限が延長されている法人が事業税

につき当該申告書の提出前に納付した金額を記載すること。 

 16 特別法人事業税の「法第72条の2第1項第1号に掲げる事業の所得割に係る特別法人事

業税額 」の「課税標準」の欄は、標準税率が適用される法人については「計 」又

は「軽減税率不適用法人の金額 」の「税額」の欄の金額を記載し、標準税率以外の

税率が適用される法人については第6号様式別表14の「計⑤」又は「軽減税率不適用法

人の金額⑥」の「基準法人所得割額」の欄の金額を記載すること。 

 17 特別法人事業税の「法第72条の2第1項第2号に掲げる事業の収入割に係る特別法人事

業税額 」の「課税標準」の欄は、標準税率が適用される法人については「収入金額 」

の「税額」の欄の金額を記載し、標準税率以外の税率が適用される法人については第6

号様式別表14の「収入金額⑧」の「基準法人収入割額」の欄の金額を記載すること。 

 18 特別法人事業税の「法第72条の2第1項第3号に掲げる事業の収入割に係る特別法人事

業税額 」の「課税標準」の欄は、標準税率が適用される法人については「収入金額 」

の「税額」の欄の金額を記載し、標準税率以外の税率が適用される法人については第6

号様式別表14の「収入金額⑩」の「基準法人収入割額」の欄の金額を記載すること。 

 19 特別法人事業税の「 のうち見込納付額 」の欄は、事業税の確定申告書の提出期

限が延長されている法人が特別法人事業税につき当該申告書の提出前に納付した金額

を記載すること。 

 20 「法第15条の4の徴収猶予を受けようとする税額 」の欄は、法第15条の4第1項又は

令和2年旧法第15条の4第1項の規定の適用を受けようとする場合において、第1号様式

による届出書に代えようとする法人が記載すること。 

 21 還付請求の「中間納付額 」の欄は、法第53条第32項若しくは第72条の28第4項又は

令和2年旧法第53条第20項の規定により還付を受けようとする場合において、政令第9

条の2若しくは第25条又は令和2年旧政令第9条の2の規定による請求書に代わるものと

して記載することができること。 

 22 法第23条第1項第4号の2イ(1)又は令和2年旧法第23条第1項第4号の5イ(1)の規定の

適用を受ける法人にあっては、これらの規定に規定する剰余金又は利益準備金の全部

若しくは一部を資本金とした事実及び資本金とした金額を証する書類を添付すること。 

 23 法第23条第1項第4号の2イ(2)又は令和2年旧法第23条第1項第4号の5イ(2)の規定の

適用を受ける法人にあっては、これらの規定に規定する資本の欠損の填補を行った事

実及び資本の欠損の填補に充てた金額を証する書類を添付すること。 

 24 法第23条第1項第4号の2イ(3)又は令和2年旧法第23条第1項第4号の5イ(3)の規定の

適用を受ける法人にあっては、これらの規定に規定する剰余金を損失の填補に充てた

事実及び剰余金を損失の填補に充てた金額を証する書類を添付すること。 

第
六
号
様
式
（
そ
の
３
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・

セ
ピ
ア
色
）
（
第
三
条
・
第
五
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

第六号様式(その3)(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第三条・第五条・第十条の二関係) 

     

 

受付印 

  ※
処
理
事
項 

発 信 年 月 日 
整 理 番 号 事務所 区

分 

管 理 番 号 
申告
区分 

  
通信日付印 確 認 

              

    令和    年    月    日  
 
 

殿 

法 人 番 号 こ の 申 告 の 基 礎 申告年月日 
        法人税の 

  令和 

年 月 日 
の 申

告 

修
正 

・ 更
正 

・ 決
定 

・ 
再
更
正 

による。 
年 月 日 

所 在 地 

本県が支店等
の場合は本店
所在地と併記 

(電話                ) 

事 業 種 目   

期 末 現 在 の 資 本 金 の 額 
又 は 出 資 金 の 額 
(解散日現在の資本金の額又は出資金
の額) 

兆 
 
 
( 

十億 百万 千 円 
 
 
) 

(ふりがな )   同上が1億円以下の普通法人のうち中小法人等に該
当しないもの 

非中小法人等 

法 人 名 
  

期 末 現 在 の 資 本 金 の 額 及 び
資 本 準 備 金 の 額 の 合 算 額 

兆 
 
十億 百万 千 円 

 (ふりがな )   (ふりがな)   

代 表 者
氏 名 

  経理責任者
氏 名 

  期 末 現 在 の
資 本 金 等 の 額 

          

 

令和   年   月   日から令和   年   月   日までの 
事業年度分又は
連結事業年度分 

の 
道 府 県 民 税 
事 業 税 
特別法人事業税 

※ 
の         申告書 

 
            

 (

事

業

税) 

摘 要 課 税 標 準 税率( ) 税 額 (使 途 秘 匿 金 税 額 等) 
法人税法の規定によって計算した
法人税額 

① 

兆 
( 

十億 百万 千 円 
) 

 
(

道

府

県

民

税

) 

法 第 72 条 の 2 第 1 項 第 1 号 に 掲 げ る 事 業 
          

所

得

割 

所 得 金 額 総 額 
別表5   

兆 十億 百万 千 円     試験研究費の額等に係る法人税額
の特別控除額 

② 
          

年 400 万 円 以 下 の 金 額  
        

0 0 0 
  兆 十億 百万 千 円 

0 0 
還 付 法 人 税 額 等 の 控 除 額 ③ 

          

年400万円を超え年800万円以下
の金額 

 
        

0 0 0 
          

0 0 退職年金等積立金に係る法人税額 ④ 
          

年 800 万 円 を 超 え る 金 額  
        

0 0 0 
          

0 0 
課税標準となる法人税額又は個別
帰属法人税額   ①＋②－③＋④ 

⑤ 
        

0 0 0 

計       ＋ ＋   
        

0 0 0 
          

0 0 
2以上の道府県に事務所又は事業所
を有する法人における課税標準とな
る法人税額又は個別帰属法人税額 

⑥ 
        

0 0 0 

軽減税率不適用法人の金額  
        

0 0 0 
          

0 0 
法 人 税 割 額 

(⑤又は⑥× ) 
⑦ 

        
  

付
加
価
値
割 

付 加 価 値 額 総 額  
              道府県民税の特定寄附金税額控除

額 
⑧ 

          

付 加 価 値 額  
        

0 0 0 
  兆 十億 百万 千 円 

0 0 
税額控除超過額相当額の加算額 ⑨ 

          

資
本
割 

資 本 金 等 の 額 総 額  
              外国関係会社等に係る控除対象所

得税額等相当額又は個別控除対象
所得税額等相当額の控除額 

⑩ 
          

資 本 金 等 の 額  
        

0 0 0 
  兆 十億 百万 千 円 

0 0 
外国の法人税等の額の控除額 ⑪ 

        
  

法 第 72 条 の 2 第 1 項 第 2 号 に 掲 げ る 事 業 
仮装経理に基づく法人税割額の控
除額 

⑫ 
        

  

収
入
割 

収 入 金 額 総 額  
兆 十億 百万 千 円     差引法人税割額 

⑦－⑧＋⑨－⑩－⑪－⑫ 
⑬ 

        
0 0 

収 入 金 額          0 0 0   
兆 十億 百万 千 円 

0 0 
既に納付の確定した当期分の法人
税割額 

⑭ 
        

0 0 

法 第 72 条 の 2 第 1 項 第 3 号 に 掲 げ る 事 業 
租税条約の実施に係る法人税割額
の控除額 

⑮ 
        

  

所
得
割 

所 得 金 額 総 額 
別表5  

 
兆 十億 百万 千 円 

  
  この申告により納付すべき法人税

割額        ⑬－⑭－⑮ 
⑯         0 0 

所 得 金 額          0 0 0   
兆 十億 百万 千 円 

0 0 
均

等

割

額 

算定期間中において事務所等
を有していた月数 

⑰ 
    

月 

付
加
価
値
割 

付 加 価 値 額 総 額  
          

  
  

円×  ⑱ 
兆 十億 百万 千 円 

0 0 

付 加 価 値 額  
        

0 0 0 
  兆 十億 百万 千 円 

0 0 
既に納付の確定した当期分の
均等割額 

⑲ 
        

0 0 

資
本
割 

資 本 金 等 の 額 総 額  
          

    この申告により納付すべき均
等割額       ⑱－⑲ 

⑳ 
        

0 0 

署

名 

関
与
税
理
士 

資 本 金 等 の 額  
        

0 0 0 
  兆 十億 百万 千 円 

0 0 
この申告により納付すべき道府県
民税額         ⑯＋⑳ 

 
        

0 0 

収
入
割 

収 入 金 額 総 額  
              

のうち見込納付額  
        

  

収 入 金 額  
        

0 0 0 
  兆 十億 百万 千 円 

0 0 
差 引       －   

        
  

(

電
話 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
)
 

法 第 72 条 の 2 第 1 項 第 4 号 に 掲 げ る 事 業 
場
合
の
⑦
の
計
算 

東
京
都
に
申
告
す
る 

特別区分の課税標準額  
        

0 0 0 

付
加
価
値
割 

付 加 価 値 額 総 額  
兆 十億 百万 千 円     同上に対する税額 

×  
 
        

  

付 加 価 値 額  
        

0 0 0 
  兆 十億 百万 千 円 

0 0 
市町村分の課税標準額  

        
0 0 0 

資
本
割 

資 本 金 等 の 額 総 額  
              同上に対する税額 

×  
           

資 本 金 等 の 額  
        

0 0 0 
  兆 十億 百万 千 円 

0 0 
法人税の期末現在の資本金等の額又は
連 結 個 別 資 本 金 等 の 額 

兆 十億 百万 千 円 

収
入
割 

収 入 金 額 総 額  
              法人税の当期の確定税額又は連結法人

税 個 別 帰 属 支 払 額 

          

収 入 金 額  
        

0 0 0 
  兆 十億 百万 千 円 

0 0 
決 算 確 定 の 日 ・    ・ 

合計事業税額( 又は )＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋   
        0 0 解 散 の 日 ・    ・ 

事 業 税 の 特 定
寄附金税額控除額 

 
        

  
仮装経理に基づ く
事業税額の控除額 

 
          

残余財産の最後の分配又は引渡しの日 ・    ・ 

差引事業税額 
－ －  

 
        

0 0 
既に納付の確定した
当期分の事業税額 

 
        

0 0 申告期限の延長の処分(承認)の有無 事業税 有・無 法人税 有・無 

租税条約の実施に
係る事業税額の控
除額 

 
        

  
この申告により納付すべ
き事業税額 － －  

 
        

0 0 法 人 税 の 申 告 書 の 種 類 青色・その他 

法人税の所得金額(法人税の明細書(別表4)の(52))又は個別所得金額(法人税の
明細書(別表4の2付表)の(55)) 

 
          

この申告が中間申告の場合の計算期間 
・    ・ 
・    ・ 

法 第 1 5 条 の 4 の 徴 収 猶 予 を 受 け よ う と す る 税 額  
          翌 期 の 中 間 申 告 の 要 否 要 ・ 否 国外関連者の有無 有・無 

  還 付 請 求 中 間 納 付 額            
還付 を 受 け よ う と す
る金融機関及び支払方法 

銀行     支店 
口座番号(普通・当座) 

第六号様式(その3)次葉(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第三条・第五条・第十条の二関係) 

  事 業 年 度 
・   ・ 

・   ・ 

法
人
名 

  

 
 

 
 

 
 

(

特
別
法
人
事
業
税) 

(

事

業

税) 

法 第 72 条 の 2 第 1 項 第 1 号 又 は 第 2 号 に 掲 げ る 事 業 
法第 72条の 2第 1項第 1号に掲
げる事業の基準法人所得割額  

兆 十億 百万 千 円 
0 0 

の
内
訳 

所 得 割  
兆 十億 百万 千 円 

0 0 付 加 価 値 割  
兆 十億 百万 千 円 

0 0 
同上に対する特別法人事業税額 

( ×   ／100)  
        

0 0  

資 本 割  
        

0 0 収 入 割  
        

0 0 
法 第 72条の 2第 1項第 2号に掲
げる事業の基準法人収入割額  

        
0 0  

       法 第 72 条 の 2 第 1 項 第 3 号 に 掲 げ る 事 業 
同上に対する特別法人事業税額 

( ×   ／100)  
        

0 0  

所 得 割  
兆 十億 百万 千 円 

0 0 付 加 価 値 割  
兆 十億 百万 千 円 

0 0 
法第 72条の2第1項第3号に掲
げる事業の基準法人収入割額 

 
        

0 0  

資 本 割  
        

0 0 収 入 割  
        

0 0 
同上に対する特別法人事業税額 

( ×   ／100) 
 
        

0 0  

       法 第 72 条 の 2 第 1 項 第 4 号 に 掲 げ る 事 業 
法第 72条の 2第 1項第 4号に掲
げる事業の基準法人収入割額 

 
        

0 0  

  付 加 価 値 割  
兆 十億 百万 千 円 

0 0 
同上に対する特別法人事業税額 

( ×   ／100) 
 
        

0 0  

資 本 割  
兆 十億 百万 千 円 

0 0 収 入 割  
        

0 0 
合 計 特 別 法 人 事 業 税 額 

( ＋ ＋ ＋ ) 
 
        

0 0  

のうち見込納付額  
        

  
差 引 

－  
 

          仮装経理に基づく特別法人事業
税の控除額 

 
        

  

  

差引特別法人事業税額 
－  

 
        

0 0  

既に納付の確定した当期分の特
別法人事業税額 

 
        

0 0  

租税条約の実施に係る特別法人
事業税額の控除額 

 
        

  

この申告により納付すべき特別
法人事業税額    － －  

 
        

0 0  

のうち見込納付額  
        

  

差 引        －   
        

  

 

第6号様式(その3)記載要領 

 1 この申告書は、法第72条の2第1項第4号に掲げる事業を行う法人(同項第1号、第2号又

は第3号に掲げる事業と同項第4号に掲げる事業とを併せて行う法人並びに同項第1号に

掲げる事業、同項第2号に掲げる事業及び同項第3号に掲げる事業のうち2以上の事業と

同項第4号に掲げる事業とを併せて行う法人を含む。)が仮決算に基づく中間申告、確定

した決算に基づく確定申告又はこれらに係る修正申告をする場合に使用すること。なお、

事業税及び特別法人事業税に係る仮決算に基づく中間申告は、その税額が予定申告に係

る税額を超えないときに限り行うことができること。 

 2 この申告書は、事務所又は事業所所在地の道府県知事に1通を提出すること。ただし、

2以上の道府県に事務所又は事業所を有する法人は、主たる事務所又は事業所(外国法人

にあっては、法の施行地において行う事業の経営の責任者が主として執務する恒久的施

設)所在地の道府県知事に対しては、写し(提出用の写し)1通を添付すること。 

 3 ※印の欄は記載しないこと。 

 4 「法人番号」欄には、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号をいう。)を記載すること。 

 5 金額の単位区分(けた)のある欄の記載に際しては、単位区分に従って、正確に金額を

記載すること。また、記載すべき金額が赤字額となるときは、その金額の直前の単位(け

た)に△印を付すること。 

 6 法人課税信託の受託者が当該法人課税信託について、この申告書を提出する場合にあ

っては、「法人名」の欄には法人課税信託の名称を併記すること。 

 7 「期末現在の資本金等の額」の欄は、法第23条第1項第4号の2イ若しくはハ(政令第6

条の24第1号に定める金額に限る。)又は地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律

第5号。以下この記載要領において「令和2年改正法」という。)附則第1条第5号に掲げ

る規定による改正前の法(以下この記載要領において「令和2年旧法」という。)第23条

第1項第4号の5イ、ニ若しくはホ(地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第

264号)による改正前の政令(以下この記載要領において「令和2年旧政令」という。)第6

条の25第1号に定める金額に限る。)に定める額を記載すること。 

 8 通算法人(法人税法第2条第12号の7の2に規定する通算法人をいう。以下この記載要領

において同じ。)及び通算法人であった法人(法第53条第3項(令和2年改正法附則第5条第

4項又は第5項において準用する場合を含む。)、第8項、第13項、第19項又は第26項(令

和2年改正法附則第5条第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようと

する通算法人であった法人に限る。)にあっては、「法人税法の規定によって計算した法

人税額①」から「退職年金等積立金に係る法人税額④」までの各欄は記載しないことと

し、「課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額⑤」の欄に第6号様式別表1の「課

税標準となる法人税額⑭」の欄の金額を記載すること。 

 9 連結法人(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附

則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(以下この記載要領

において「令和2年旧法人税法」という。)第2条第12号の7の2に規定する連結法人をい

う。以下この記載要領において同じ。)及び連結法人であった法人(令和2年改正法附則

第5条第4項若しくは第5項において準用する法第53条第3項若しくは令和2年改正法附則

第5条第6項において準用する法第53条第26項又は令和2年旧法第53条第5項、第9項若し

くは第15項の規定の適用を受けようとする連結法人であった法人に限り、通算法人及び

通算法人であった法人を除く。)にあっては、「法人税法の規定によって計算した法人税

額①」から「退職年金等積立金に係る法人税額④」までの各欄は記載しないこととし、

「課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額⑤」の欄に第6号様式別表1の3の「課

税標準となる個別帰属法人税額又は法人税額⑦」の欄の金額を記載すること。 

 10 道府県内に恒久的施設を有する外国法人にあっては、「法人税法の規定によって計算

した法人税額①」から「仮装経理に基づく法人税割額の控除額⑫」までの各欄は記載し

ないこととし、「差引法人税割額⑬」の欄に第6号様式別表1の2の「計⑩」の欄の金額を

記載すること。 

 11 道府県民税の「法人税法の規定によって計算した法人税額①」の欄は、法人税の申
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告書(別表1)の「法人税額計」の欄の金額(この欄の上段に使途秘匿金の支出の額の40％

相当額が記載されている場合には、当該額を加算した金額)(法人税の明細書(別表6(2)

付表6)の「7の計」欄に金額の記載がある場合の当該金額を除く。)を記載し、括弧内に

は、土地譲渡利益金額に対する法人税額、法人税の申告書(別表1)の「税額控除超過額

相当額等の加算額」の欄の金額(法人税の明細書(別表6(2)付表6)の「7の計」欄に金額

の記載がある場合の当該金額を除く。)及び使途秘匿金の支出に対する法人税額(使途秘

匿金の支出の額の40％相当額)の合計額を記載すること。 

 12 道府県民税の「 のうち見込納付額 」の欄は、法人税法第75条の2第1項(同法第

144条の8において準用する場合を含む。)の規定により確定申告書の提出期限が延長さ

れている法人(同法第75条の2第11項第2号の規定により当該提出期限の延長がされたも

のとみなされた法人を含む。)が道府県民税につき申告書の提出前に納付した金額又は

令和2年旧法人税法第75条の2第1項(法人税法第144条の8において準用する場合を含

む。)の規定により確定申告書の提出期限が延長されている法人が道府県民税につき申

告書の提出前に納付した金額若しくは令和2年旧法人税法第81条の24第1項の規定によ

り連結確定申告書(令和2年旧法人税法第2条第32号に規定する連結確定申告書をいう。)

の提出期限が延長されている法人(当該法人との間に連結完全支配関係(令和2年旧法人

税法第2条第12号の7の7に規定する連結完全支配関係をいう。)がある連結子法人(令和2

年旧法人税法第2条第12号の7に規定する連結子法人をいう。)(令和2年旧法人税法第2

条第16号に規定する連結申告法人に限る。)を含む。)が道府県民税につき申告書の提出

前に納付した金額を記載すること。 

 13 事業税の「所得金額総額 」の欄は、法第72条の2第1項第1号に掲げる事業を行う法

人が第6号様式別表5の「合計 」の欄の金額を記載し、「所得金額総額 」の欄は、法

第72条の2第1項第3号に掲げる事業を行う法人が第6号様式別表5の「合計 」の欄の金

額を記載すること。 

 14 事業税の「付加価値額総額 」又は「資本金等の額総額 」の各欄は、法第72条の2

第1項第1号イに掲げる法人が第6号様式別表5の2の「課税標準となる付加価値額⑪」又

は「課税標準となる資本金等の額 」の各欄の金額をそれぞれ記載し、「付加価値額総

額 」又は「資本金等の額総額 」の各欄は、法第72条の2第1項第3号イに掲げる法人

が第6号様式別表5の2の「課税標準となる付加価値額⑪」又は「課税標準となる資本金

等の額 」の各欄の金額をそれぞれ記載し、「付加価値額総額 」又は「資本金等の額

総額 」の各欄は、法第72条の2第1項第4号に掲げる事業に係る第6号様式別表5の2の「課

税標準となる付加価値額⑪」又は「課税標準となる資本金等の額 」の各欄の金額をそ

れぞれ記載すること。 

 15 「法第15条の4の徴収猶予を受けようとする税額 」の欄は、法第15条の4第1項又は

令和2年旧法第15条の4第1項の規定の適用を受けようとする場合において、第1号様式に

よる届出書に代えようとする法人が記載すること。 

 16 還付請求の「中間納付額 」の欄は、法第53条第32項若しくは第72条の28第4項又は

令和2年旧法第53条第20項の規定により還付を受けようとする場合において、政令第9

条の2若しくは第25条又は令和2年旧政令第9条の2の規定による請求書に代わるものと

して記載することができること。 

 17 事業税の「 のうち見込納付額 」の欄は、法第72条の25第3項(法第72条の28第2

項及び第72条の29第2項において準用する場合を含む。)若しくは第5項(法第72条の28

第2項並びに第72条の29第2項及び第6項において準用する場合を含む。)又は令和2年旧

法第72条の25第5項(令和2年旧法第72条の28第2項及び第72条の29第2項において準用す

る場合を含む。)の規定により確定申告書の提出期限が延長されている法人が事業税に

つき当該申告書の提出前に納付した金額を記載すること。 

 18 特別法人事業税の「法第72条の2第1項第1号に掲げる事業の基準法人所得割額 」の

欄は、標準税率が適用される法人については「計 」又は「軽減税率不適用法人の金額

」の「税額」の欄の金額を記載し、標準税率以外の税率が適用される法人については

第6号様式別表14の「計⑤」又は「軽減税率不適用法人の金額⑥」の「基準法人所得割

額」の欄の金額を記載すること。 

 19 特別法人事業税の「法第72条の2第1項第2号に掲げる事業の基準法人収入割額 」の

欄は、標準税率が適用される法人については「収入金額 」の「税額」の欄の金額を記

載し、標準税率以外の税率が適用される法人については第6号様式別表14の「収入金額

⑧」の「基準法人収入割額」の欄の金額を記載すること。 

 20 特別法人事業税の「法第72条の2第1項第3号に掲げる事業の基準法人収入割額 」の

欄は、標準税率が適用される法人については「収入金額 」の「税額」の欄の金額を記

載し、標準税率以外の税率が適用される法人については第6号様式別表14の「収入金額

⑩」の「基準法人収入割額」の欄の金額を記載すること。 

 21 特別法人事業税の「法第72条の2第1項第4号に掲げる事業の基準法人収入割額 」の

欄は、標準税率が適用される法人については「収入金額 」の「税額」の欄の金額を記

載し、標準税率以外の税率が適用される法人については第6号様式別表14の「収入金額

⑫」の「基準法人収入割額」の欄の金額を記載すること。 

 22 特別法人事業税の「 のうち見込納付額 」の欄は、事業税の確定申告書の提出期

限が延長されている法人が特別法人事業税につき当該申告書の提出前に納付した金額

を記載すること。 

 23 法第23条第1項第4号の2イ(1)又は令和2年旧法第23条第1項第4号の5イ(1)の規定の

適用を受ける法人にあっては、これらの規定に規定する剰余金又は利益準備金の全部若

しくは一部を資本金とした事実及び資本金とした金額を証する書類を添付すること。 

 24 法第23条第1項第4号の2イ(2)又は令和2年旧法第23条第1項第4号の5イ(2)の規定の

適用を受ける法人にあっては、これらの規定に規定する資本の欠損の填補を行った事実

及び資本の欠損の填補に充てた金額を証する書類を添付すること。 

 25 法第23条第1項第4号の2イ(3)又は令和2年旧法第23条第1項第4号の5イ(3)の規定の

適用を受ける法人にあっては、これらの規定に規定する剰余金を損失の填補に充てた事

実及び剰余金を損失の填補に充てた金額を証する書類を添付すること。 
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第六号様式別表一(提出用)(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第三条・第十条の二関係) 

通算法人又は通算法人であった法人の課税標準となる法

人税額に関する計算書 

※ 

処理

事項 

整 理 番 号 事務所 
区
分 

管 理 番 号 申告区分 

          

法人名   

法 人 番 号           

事 業 年 度 
令和   年   月   日から 

令和   年   月   日まで 

 
1．計算の対象となる法人の区分等 

法 人 税 に お け る

通 算 承 認 の 有 無 
① 有(通算法人)・ 無(通算法人以外の法人) 

通 算 親 法 人 ・

子 法 人 の 区 分 
② 通算親法人 ・ 通算子法人 

法 人 の 区 分 ③ 普通法人・一般社団法人等・公益法人等(一般社団法人等以外)・協同組合等・特定医療法人 

 

2．加算対象通算対象欠損調整額及び加算対象被配賦欠損調整額の計算 

通 算 対 象 欠 損 金 額 率 加算対象通算対象欠損調整額 

④ 
兆 十億 百万 千 円 

100

23.2又は19
 

⑤ 
兆 十億 百万 千 円 

被 配 賦 欠 損 金 控 除 額 加算対象被配賦欠損調整額 

⑥ 
兆 十億 百万 千 円 

⑦ 
兆 十億 百万 千 円 

 

3．課税標準となる法人税額の計算 

(使途秘匿金税額等) 

法人税法の規定によって計算した法人税額 ⑧ 

兆 

( 

十億 百万 千 円 

) 

          

試験研究費の額等に係る法人税額の特別控除額 ⑨ 
          

加算対象通算対象欠損調整額及び加算対象被配賦欠損調整額の加算額    ⑤＋⑦ ⑩ 
          

控除対象通算適用前欠損調整額、控除対象合併等前欠損調整額、控除対象通算対象所

得調整額、控除対象配賦欠損調整額、控除対象個別帰属調整額及び控除対象個別帰属

税額の控除額 

⑪ 

          

控除対象還付法人税額、控除対象還付対象欠損調整額及び控除対象個別帰属還付税額

の控除額 
⑫ 

          

退職年金等積立金に係る法人税額 ⑬ 
          

課税標準となる法人税額 

⑧＋⑨＋⑩－⑪－⑫＋⑬ 
⑭ 

          

 

 

 

  通 算 親 法 人 の

本店所在地及び電話番号 

 

(電話                  ) 

( ふ り が な ) 

  通 算 親 法 人 の 名 称

及 び 法 人 番 号 

  

(法人番号) 

  
      

第六号様式別表一(入力用)(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第三条・第十条の二関係) 

 

1 

整 理 番 号 事務所 区
分 

管 理 番 号 申告区分 

24           

 

 

38 

法 人 番 号   
  

    
37   

申告年月日 
25  44 

事業年度 

43   50 

          49 

 

55 

            

 

  

12     56 

  69 

          

  
B 予備 

 

 

 

 

 

 

 

 

04             05           

 

06             07           

 

 

使途秘匿金税額等 15 
          

08 
          

09 
          

10 
          

11 
          

12 
          

13 
          

14 
          

 

 

 

 

 

  

70 
(法人番号)   

        82 
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第6号様式別表1記載要領 

 1 この計算書は、通算法人(法人税法第2条第12号の7の2に規定する通算法人をいう。

以下この記載要領において同じ。)及び通算法人であった法人(法第53条第3項(地方税

法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号。以下この記載要領において「令和2年

改正法」という。)附則第5条第4項又は第5項において準用する場合を含む。以下この

記載要領において同じ。)、第8項、第13項、第19項又は第26項(令和2年改正法附則第5

条第6項において準用する場合を含む。以下この記載要領において同じ。)の規定の適

用を受けようとする通算法人であった法人に限る。)が記載し、第6号様式、第6号様式

(その2)又は第6号様式(その3)の申告書に添付すること。 

 2 ※印の欄は記載しないこと。 

 3 「法人番号」欄には、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号をいう。)を記載すること。 

 4 金額の単位区分(けた)のある欄の記載に際しては、単位区分に従って、正確に金額

を記載すること。 

 5 「通算対象欠損金額④」の欄は、当該事業年度において生じた通算対象欠損金額(法

第53条第11項に規定する通算対象欠損金額をいう。)がある場合に、法人税の明細書

(別表7の2)の「通算対象欠損金額(5)」の欄の金額を記載すること。 

 6 「加算対象通算対象欠損調整額⑤」の欄は、「通算対象欠損金額④」の欄に記載した

金額に、当該事業年度終了の日(法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用

される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人につ

いて法第53条第11項の規定を適用する場合は、同条第1項に規定する6月経過日の前日)

における同条第4項各号に掲げる法人の区分に応じ、同項第1号に規定する普通法人(租

税特別措置法第67条の2第1項の承認を受けている同項に規定する医療法人を除く。)に

あっては100分の23.2を、法第53条第4項第1号に規定する普通法人(租税特別措置法第

67条の2第1項の承認を受けている同項に規定する医療法人に限る。)又は法第53条第4

項第2号に規定する協同組合等にあっては100分の19を乗じて計算した金額を記載する

こと。 

 7 「被配賦欠損金控除額⑥」の欄は、当該事業年度において生じた被配賦欠損金控除

額(法第53条第17項に規定する被配賦欠損金控除額をいう。)がある場合に、次に掲げ

る場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を記載すること。 

  (1) 法人税法第64条の7第5項の規定の適用がある場合 法人税の明細書(別表7(2)付

表1)の「当初被配賦欠損金控除額(21)」の「計」の欄の金額 

  (2) (1)に掲げる場合以外の場合 法人税の明細書(別表7(2)付表1)の当該事業年度

開始の日前10年以内に開始した各事業年度の「非特定欠損金配賦額(18)」の欄の金

額から「非特定欠損金額に係る控除未済額(5)」の欄の金額を控除した金額(当該金

額が零を下回る場合には、零)に、「非特定損金算入割合(20)」の欄の数値を乗じて

得た金額の合計額 

 8 「加算対象被配賦欠損調整額⑦」の欄は、「被配賦欠損金控除額⑥」の欄に記載した

金額に、当該事業年度終了の日(法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用

される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人につ

いて法第53条第17項の規定を適用する場合は、同条第1項に規定する6月経過日の前日)

における同条第4項各号に掲げる法人の区分に応じ、同項第1号に規定する普通法人(租

税特別措置法第67条の2第1項の承認を受けている同項に規定する医療法人を除く。)に

あっては100分の23.2を、法第53条第4項第1号に規定する普通法人(租税特別措置法第

67条の2第1項の承認を受けている同項に規定する医療法人に限る。)又は法第53条第4

項第2号に規定する協同組合等にあっては100分の19を乗じて計算した金額を記載する

こと。 

 9 「法人税法の規定によって計算した法人税額⑧」の欄は、法人税の申告書(別表1)の

「法人税額計」の欄の金額(この欄の上段に使途秘匿金の支出の額の40％相当額が記載

されている場合には、当該「法人税額計」の欄の金額に当該額を加算した金額)(法人

税の明細書(別表6(2)付表6)の「7の計」又は法人税の明細書(別表6(9)付表)の(37)若

しくは(42)の各欄に金額の記載がある場合の当該金額、租税特別措置法第42条の4第4

項に規定する中小企業者等(政令附則第5条の2の3の通算子法人を含む。)に該当しない

法人の法人税の明細書(別表6(10)付表)の(30)又は(35)の各欄に金額の記載がある場合

の当該金額及び同法第42条の12の5第2項に規定する中小企業者等に該当しない法人の

法人税の明細書(別表6(14)付表2)の(19)又は(24)の各欄に金額の記載がある場合の当

該金額を除く。)を記載し、括弧内には法人税の申告書(別表1)の「税額控除超過額相

当額等の加算額」の欄の金額(法人税の明細書(別表6(2)付表6)の「7の計」又は法人税

の明細書(別表6(9)付表)の(37)若しくは(42)の各欄に金額の記載がある場合の当該金

額、同法第42条の4第4項に規定する中小企業者等(政令附則第5条の2の3の通算子法人

を含む。)に該当しない法人の法人税の明細書(別表6(10)付表)の(30)又は(35)の各欄

に金額の記載がある場合の当該金額及び同法第42条の12の5第2項に規定する中小企業

者等に該当しない法人の法人税の明細書(別表6(14)付表2)の(19)又は(24)の各欄に金

額の記載がある場合の当該金額を除く。)、使途秘匿金の支出に対する法人税額及び土

地譲渡利益金額に対する法人税額の合計額を記載すること。 

 10 「加算対象通算対象欠損調整額及び加算対象被配賦欠損調整額の加算額⑩」の欄は、

法第53条第11項又は第17項の規定の適用がある場合に、「加算対象通算対象欠損調整額

⑤」及び「加算対象被配賦欠損調整額⑦」の各欄の金額の合計額を記載すること。 

 11 「控除対象通算適用前欠損調整額、控除対象合併等前欠損調整額、控除対象通算対

象所得調整額、控除対象配賦欠損調整額、控除対象個別帰属調整額及び控除対象個別

帰属税額の控除額⑪」の欄は、法第53条第3項、第8項、第13項又は第19項の規定の適

用を受ける場合に、第6号様式別表2の「当期控除額⑤」の「計」、第6号様式別表2の2

の「当期控除額⑤」の「計」、第6号様式別表2の3の「当期控除額⑤」の「計」、第6号

様式別表2の4の「当期控除額⑤」の「計」、第6号様式別表2の7の「当期控除額⑤」の

「計」及び第6号様式別表2の8の「当期控除額④」の「計」の各欄の金額の合計額を記

載すること。 

 12 「控除対象還付法人税額、控除対象還付対象欠損調整額及び控除対象個別帰属還付

税額の控除額⑫」の欄は、法第53条第23項又は第26項の規定の適用を受ける場合に、

第6号様式別表2の5の「当期控除額④」の「計」及び第6号様式別表2の6の「当期控除

額⑤」の「計」の各欄の金額の合計額を記載すること。 
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第六号様式別表一の二(提出用)(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第三条・第十条の二関係) 

  

※ 

処理

事項 

整 理 番 号 事務所 区
分 

管 理 番 号 申告区分 

          

法人名   

法 人 番 号   
  

      

 事 業

年 度 

令和 
  

年   月   日から 

令和   年   月   日まで 

 

外国法人の法人税割額に関する計算書 

 

  

法 人 税 法 第 1 4 1条 第 1号 イ に

掲 げ る 国 内 源 泉 所 得 に 対 す

る 法 人 税 額 の 計 算 (イ ) 

法 人 税 法 第 1 4 1条 第 1号 ロ に

掲 げ る 国 内 源 泉 所 得 に 対 す

る 法 人 税 額 の 計 算 (ロ ) 

(使途秘匿金税額等) 

法人税法の規定によって計算した法人税額 
  ① 

兆 

( 

十億 百万 千 円 

) 

兆 

( 

十億 百万 千 円 

) 

          

          

試験研究費の額等に係る法人税額の特別控除額   ②           

          

還 付 法 人 税 額 等 の 控 除 額   ③           

          

課 税 標 準 と な る 法 人 税 額 ①＋②－③  ④           

          

2以上の道府県に事務所又は事業所を有する法人に

おける課税標準となる法人税額 
  ⑤           

          

法人税割額 )
100

×(④又は⑤    ⑥           

          

道 府 県 民 税 の 特 定 寄 附 金 税 額 控 除 額   ⑦           

          

外 国 の 法 人 税 等 の 額 の 控 除 額   ⑧           

  

差 引 法 人 税 割 額 ⑥－⑦－⑧  ⑨           

          

           計 (⑨(イ)＋(ロ))  ⑩ 

          

 

第六号様式別表一の二(入力用)(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第三条・第十条の二関係) 

 

  

整 理 番 号 事務所 区
分 

管 理 番 号 申告区分   

    
A 

    24 

  
法 人 番 号   

  
    

37   

申告年月日 
25   44           49   

38   

43         50 

          

55 

 

  56 

12 

  69 

          

  
B 予備 

 

    12 

  
B 

  

  使途秘匿金税額等 
01 

                    

02 

03 

                    

04 

05 

                    

06 

07 

                    

08 

09 

                    

10 

11 

                    

12 

13 

                    

14 

15 

                    

16 

17 

            

18 

19 

                    

20 

  

          

21 
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第6号様式別表1の2記載要領 

 1 この計算書は、道府県内に恒久的施設を有する外国法人が記載し、第6号様式、第6号

様式(その2)又は第6号様式(その3)の申告書に添付すること。 

 2 ※印の欄は記載しないこと。 

 3 「法人番号」欄には、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号をいう。)を記載すること。 

 4 「法人税法の規定によって計算した法人税額①」の欄は、法人税の申告書(別表1の2)

の「法人税額計(6)」及び「法人税額計(26)」の欄の金額(これらの欄の上段に使途秘匿

金の支出の額の40％相当額が記載されている場合には、当該欄の金額に当該額を加算し

た金額)を記載し、括弧内には特別控除取戻税額、使途秘匿金の支出に対する法人税額

及び土地譲渡利益金額に対する法人税額の合計額を記載すること。 
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第六号様式別表一の三(提出用)(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第三条・第十条の二関係) 

  

※ 

処理

事項 

整 理 番 号 事務所 区
分 

管 理 番 号 申告区分 

      
    

法人名   

法 人 番 号   
  

      

連結事業年度

又は事業年度 

令和 
  

年   月   日から 

令和 
  

年   月   日まで 

 
課税標準となる個別帰属法人税額又は法人税額に関する計算書 

 

(個別帰属特別控除取戻税額等又は特別控除取戻税額等) 

 

法人税法の規定によって計算した連結法人税額に係る個別帰属額又は法人税法の規定

によって計算した法人税額 

① 

兆 

( 

十億 百万 千 円 

) 

          

試験研究費の額等に係る連結法人税額の特別控除額に係る個別帰属額又は試験研究費

の額等に係る法人税額の特別控除額 
② 

          

差引個別帰属法人税額((①＋②)と(①の括弧書)のうちいずれか多い額)又は差引法人

税額(①＋②) 
③ 

          

控除対象個別帰属調整額及び控除対象個別帰属税額の控除額 ④ 
          

控除対象個別帰属還付税額及び控除対象還付法人税額の控除額 ⑤ 
          

退職年金等積立金に係る法人税額 ⑥ 
          

課税標準となる個別帰属法人税額又は法人税額 

③－④－⑤＋⑥ 
⑦ 

          

 

当期に発生した控除対象個別帰属税額 

(①の括弧書)－(①＋②) 
⑧ 

          

 

 

法人税における連結

納税の承認の有無 
⑨ 有(連結法人)・無(連結法人以外の法人) 

  

連結親法人・子法人

の区分 
⑩ 連結親法人・連結子法人 

連結親法人の区分 ⑪ 普通法人・協同組合等・特定医療法人 

連結子法人の区分 ⑫ 特定連結子法人・非特定連結子法人 

法人税の申告区分 ⑬ 連結申告・単体申告 

 

 

  連 結 親 法 人 の

本店所在地及び電話番号 

〒                     

(電話                  ) 

( ふ り が な ) 

  連 結 親 法 人 の 名 称

及 び 法 人 番 号 

  

(法人番号) 

  
      

 

第六号様式別表一の三(入力用)(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第三条・第十条の二関係) 

 

  整 理 番 号 事務所 区
分 

管 理 番 号 申告区分   

1           24 

  
法 人 番 号   

  
    

37   

申告年月日 
25    44 

連結事業年度

又は事業年度 

43       50 

          49 

 

 

55 

38             

 
  56 

12 
  69 
          

  B 予備 

 

  個別帰属特別控除取戻税額等

又は特別控除取戻税額等 
09 

          

01 
          

02 
          

03 
          

04 
          

05 
          

06 
          

07 
          

 

    
08 

          

 

 

 

 

 

  
70 

(法人番号) 
82 

        

 

第6号様式別表1の3記載要領 

 1 この計算書は、連結法人(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3

条の規定(同法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法

(以下この記載要領において「令和2年旧法人税法」という。)第2条第12号の7の2に規

定する連結法人をいう。以下この記載要領において同じ。)及び連結法人であった法

人(地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号。以下この記載要領において

「令和2年改正法」という。)附則第5条第4項若しくは第5項において準用する法第53

条第3項若しくは令和2年改正法附則第5条第6項において準用する法第53条第26項又は

令和2年改正法附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の法(以下この記載要領にお

いて「令和2年旧法」という。)第53条第5項、第9項若しくは第15項の規定の適用を受

けようとする連結法人であった法人に限り、通算法人(法人税法第2条第12号の7の2に

規定する通算法人をいう。以下この記載要領において同じ。)及び通算法人であった

法人を除く。)が記載し、第6号様式、第6号様式(その2)又は第6号様式(その3)の申告

書に添付すること。 

 2 ※印の欄は記載しないこと。 

 3 「法人番号」欄には、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号をいう。)を記載すること。 

 4 金額の単位区分(けた)のある欄の記載に際しては、単位区分に従って、正確に金額

を記載すること。また、記載すべき金額が赤字額となるときは、その金額の直前の単

位(けた)に△印を付すること。 

 5 「法人税法の規定によって計算した連結法人税額に係る個別帰属額又は法人税法の

規定によって計算した法人税額①」の欄は、連結申告法人(令和2年旧法人税法第2条

第16号に規定する連結申告法人をいう。以下この記載要領において同じ。)にあって

は、当該連結申告法人に係る法人税の明細書(別表5の2(2)付表)の「当期分(44)」欄

の「当期発生額②」の欄の金額(連結地方法人税個別帰属額を除く。)に、所得税額の

控除額の個別帰属額(法人税の明細書(別表6の2(1))の(22)の欄の金額)、外国税額の

控除額の個別帰属額(法人税の明細書(別表6の2(2)付表)の(18)の欄の金額)、分配時

調整外国税相当額の個別帰属額(法人税の明細書(別表6の2(2の2))の(27)の欄の金額)、

連結欠損金の繰戻しによる還付金の個別帰属額及び個別控除対象所得税額等相当額の

個別帰属額(法人税の明細書(別表17(3の6))の(11)の欄の金額)の合計額を加算した金

額を記載し、括弧内には個別帰属特別控除取戻税額等がない場合には、零)を記載す

ること。 

   また、連結申告法人以外の法人にあっては、法人税の申告書(別表1)の「法人税額計」

の欄の金額(この欄の上段に使途秘匿金の支出の額の40％相当額が記載されている場

合には、当該「法人税額計」の欄の金額に当該額を加算した金額)を記載し、括弧内

には税額控除超過額相当額等の加算額、使途秘匿金の支出に対する法人税額及び土地

譲渡利益金額に対する法人税額の合計額を記載すること。 

 6 「控除対象個別帰属調整額及び控除対象個別帰属税額の控除額④」の欄は、令和2年

改正法附則第5条第4項若しくは第5項において準用する法第53条第3項又は令和2年旧

法第53条第5項若しくは第9項の規定の適用を受ける場合に、第6号様式別表2の7の

「当期控除額⑤」の「計」及び第6号様式別表2の8の「当期控除額④」の「計」の各

欄の金額の合計額を記載すること。 

 7 「控除対象個別帰属還付税額及び控除対象還付法人税額の控除額⑤」の欄は、法第

53条第23項若しくは令和2年改正法附則第5条第6項において準用する法第53条第26項

又は令和2年旧法第53条第12項若しくは第15項の規定の適用を受ける場合に、第6号様

式別表2の5の「当期控除額④」の「計」の欄の金額を記載すること。 

 8 「当期に発生した控除対象個別帰属税額⑧」の欄は、零を超える場合に記載するこ

と。 
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第六号様式別表二(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係) 

控除対象通算適用前欠損

調整額の控除明細書 事 業 年 度 
・   ・ 

・   ・ 

法
人
名 

  

事 業 年 度 

通算適用前

欠 損 金 額 

控 除 対 象
通算適用前
欠損調整額 
(①×23.2／
100又は①×
19／100) 

既に控除を

受 け た 額 

控除未済額

②－③ 

当期控除額 

 

翌期繰越額 

 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

・   ・ 

・   ・ 

円 円 円 円 円   

・   ・ 

・   ・ 

          円 

・   ・ 

・   ・ 

            

・   ・ 

・   ・ 

            

・   ・ 

・   ・ 

            

・   ・ 

・   ・ 

            

・   ・ 

・   ・ 

            

・   ・ 

・   ・ 

            

・   ・ 

・   ・ 

            

・   ・ 

・   ・ 

            

計 

            

 

第6号様式別表2記載要領 

 1 この明細書は、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた

通算適用前欠損金額(法第53条第3項に規定する通算適用前欠損金額をいう。以下この記

載要領において同じ。)について、同項の規定の適用を受けようとする法人が記載し、

第6号様式、第6号様式(その2)又は第6号様式(その3)の申告書に添付すること。また、

当該通算適用前欠損金額の生じた事業年度後最初の最初通算事業年度(法人税法第64条

の9第1項の規定による承認の効力が生じた日以後最初に終了する事業年度をいう。以下

この記載要領において同じ。)においては同法第57条第6項又は第8項の規定の適用があ

ることを証する書類を併せて添付し、同項に規定する通算承認の効力が生じた日(以下

この記載要領において「通算承認の効力が生じた日」という。)の属する事業年度終了

の日後に同項に規定する新たな事業(以下この記載要領において「新たな事業」という。)

を開始した場合において同項の規定によりないものとされた通算適用前欠損金額があ

るときは、新たな事業を開始した日以後最初に終了する事業年度において同項の規定の

適用があることを証する書類を併せて添付すること。 

 2 「控除対象通算適用前欠損調整額②」の欄は、「通算適用前欠損金額①」の欄に記載

した金額に、最初通算事業年度終了の日(次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ

次に定める日)における法第53条第4項各号に掲げる法人の区分に応じ、同項第1号に規

定する普通法人(租税特別措置法第67条の2第1項の承認を受けている同項に規定する医

療法人を除く。)にあっては100分の23.2を、法第53条第4項第1号に規定する普通法人(租

税特別措置法第67条の2第1項の承認を受けている同項に規定する医療法人に限る。)又

は法第53条第4項第2号に規定する協同組合等にあっては100分の19を乗じて計算した金

額を記載すること。 

  (1) 2以上の最初通算事業年度終了の日がある場合 当該通算適用前欠損金額の生じ

た事業年度後最初の最初通算事業年度終了の日 

  (2) 通算承認の効力が生じた日の属する事業年度終了の日後に新たな事業を開始し

た場合において法人税法第57条第8項の規定によりないものとされた通算適用前欠

損金額がある場合 新たな事業を開始した日以後最初に終了する事業年度終了の日 

  (3) 最初通算事業年度について法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用さ

れる場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人につい

て法第53条第3項の規定を適用する場合 同条第1項に規定する6月経過日の前日 

 3 「当期控除額⑤」の欄は、(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額を超えない範囲内で記

載すること。 

  (1) この明細書の「当期控除額⑤」の「計」、第6号様式別表2の2の「当期控除額⑤」

の「計」、第6号様式別表2の3の「当期控除額⑤」の「計」、第6号様式別表2の4の

「当期控除額⑤」の「計」、第6号様式別表2の7の「当期控除額⑤」の「計」及び第

6号様式別表2の8の「当期控除額④」の「計」の各欄の金額の合計額 

  (2) 第6号様式別表1の「法人税法の規定によって計算した法人税額⑧」から「加算対

象通算対象欠損調整額及び加算対象被配賦欠損調整額の加算額⑩」までの各欄の金

額の合計額から「法人税法の規定によって計算した法人税額⑧」の欄の括弧内の金

額を控除した金額 

 4 法第53条第5項の規定の適用を受ける法人にあっては、この明細書の各欄は、被合併

法人等(同項に規定する被合併法人等をいう。)の前10年内事業年度(同項に規定する前

10年内事業年度をいう。)に係る控除未済通算適用前欠損調整額(同項に規定する控除未

済通算適用前欠損調整額をいう。)と同項の規定の適用を受ける法人の各事業年度の控

除対象通算適用前欠損調整額(同条第4項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額を

いう。)とに区分して、それぞれ各事業年度ごとに記載すること。 
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第六号様式別表二の二(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係) 

控除対象合併等前欠損

調整額の控除明細書 事 業 年 度 
・   ・ 

・   ・ 

法
人
名 

  

事 業 年 度 

合 併 等 前

欠 損 金 額 

控 除 対 象
合 併 等 前
欠損調整額 
(①×23.2／
100又は①×
19／100) 

既に控除を

受 け た 額 

控除未済額

②－③ 

当期控除額 

 

翌期繰越額 

 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

・   ・ 

・   ・ 

円 円 円 円 円   

・   ・ 

・   ・ 

          円 

・   ・ 

・   ・ 

            

・   ・ 

・   ・ 

            

・   ・ 

・   ・ 

            

・   ・ 

・   ・ 

            

・   ・ 

・   ・ 

            

・   ・ 

・   ・ 

            

・   ・ 

・   ・ 

            

・   ・ 

・   ・ 

            

計 

            

 

第6号様式別表2の2記載要領 

 1 この明細書は、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた

ものとみなされた合併等前欠損金額(法第53条第7項に規定する合併等前欠損金額をい

う。以下この記載要領において同じ。)について、同条第8項の規定の適用を受けようと

する法人が記載し、第6号様式、第6号様式(その2)又は第6号様式(その3)の申告書に添

付すること。また、合併等事業年度(同条第7項に規定する合併等事業年度をいう。以下

この記載要領において同じ。)においては法人税法第57条第7項の規定により同条第2項

の規定の適用がないことを証する書類を併せて添付すること。 

 2 「控除対象合併等前欠損調整額②」の欄は、「合併等前欠損金額①」の欄に記載した

金額に、合併等事業年度終了の日(合併等事業年度について法人税法第71条第1項(同法

第72条第1項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出

する義務がある法人について法第53条第8項の規定を適用する場合は、同条第1項に規定

する6月経過日の前日)における法第53条第4項各号に掲げる法人の区分に応じ、同項第1

号に規定する普通法人(租税特別措置法第67条の2第1項の承認を受けている同項に規定

する医療法人を除く。)にあっては100分の23.2を、法第53条第4項第1号に規定する普通

法人(租税特別措置法第67条の2第1項の承認を受けている同項に規定する医療法人に限

る。)又は法第53条第4項第2号に規定する協同組合等にあっては100分の19を乗じて計算

した金額を記載すること。 

 3 「当期控除額⑤」の欄は、(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額を超えない範囲内で記

載すること。 

  (1) この明細書の「当期控除額⑤」の「計」、第6号様式別表2の「当期控除額⑤」の

「計」、第6号様式別表2の3の「当期控除額⑤」の「計」、第6号様式別表2の4の「当

期控除額⑤」の「計」、第6号様式別表2の7の「当期控除額⑤」の「計」及び第6号

様式別表2の8の「当期控除額④」の「計」の各欄の金額の合計額 

  (2) 第6号様式別表1の「法人税法の規定によって計算した法人税額⑧」から「加算対

象通算対象欠損調整額及び加算対象被配賦欠損調整額の加算額⑩」までの各欄の金

額の合計額から「法人税法の規定によって計算した法人税額⑧」の欄の括弧内の金

額を控除した金額 

 4 法第53条第7項の規定により被合併法人等(同項に規定する被合併法人等をいう。以下

この記載要領において同じ。)の合併等前欠損金額とみなされたものにつき同項の規定

を適用する場合には、この明細書の各欄は、当該被合併法人等の合併等前欠損金額とみ

なされたものに係る控除対象合併等前欠損調整額(同条第9項に規定する控除対象合併

等前欠損調整額をいう。以下この記載要領において同じ。)と同条第8項の規定の適用を

受ける法人の控除対象合併等前欠損調整額とに区分して、それぞれ各事業年度ごとに記

載すること。 
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第六号様式別表二の三(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係) 

控除対象通算対象所得

調整額の控除明細書 事 業 年 度 
・   ・ 

・   ・ 

法
人
名 

  

事 業 年 度 

通 算 対 象

所 得 金 額 

控 除 対 象
通 算 対 象
所得調整額 
(①×23.2／
100又は①×
19／100) 

既に控除を

受 け た 額 

控除未済額

②－③ 

当期控除額 

 

翌期繰越額 

 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

・   ・ 

・   ・ 

円 円 円 円 円   

・   ・ 

・   ・ 

          円 

・   ・ 

・   ・ 

            

・   ・ 

・   ・ 

            

・   ・ 

・   ・ 

            

・   ・ 

・   ・ 

            

・   ・ 

・   ・ 

            

・   ・ 

・   ・ 

            

・   ・ 

・   ・ 

            

・   ・ 

・   ・ 

            

当 期 分 

            

計 

    円   円   

 

第6号様式別表2の3記載要領 

 1 この明細書は、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた

通算対象所得金額(法第53条第13項に規定する通算対象所得金額をいう。以下この記載

要領において同じ。)について、同項の規定の適用を受けようとする法人が記載し、第6

号様式、第6号様式(その2)又は第6号様式(その3)の申告書に添付すること。 

 2 「通算対象所得金額①」の欄は、通算対象所得金額の生じた各事業年度について、当

該事業年度の法人税の明細書(別表7の2)の「通算対象所得金額(11)」の欄の金額を記載

すること。 

 3 「控除対象通算対象所得調整額②」の欄は、「通算対象所得金額①」の欄に記載した

金額に、通算対象所得金額の生じた事業年度後最初の事業年度終了の日(次に掲げる場

合に該当するときは、それぞれ次に定める日)における法第53条第14項各号に掲げる法

人の区分に応じ、同項第1号に規定する普通法人(租税特別措置法第67条の2第1項の承認

を受けている同項に規定する医療法人を除く。)又は法第53条第14項第1号に規定する一

般社団法人等にあっては100分の23.2を、同号に規定する普通法人(租税特別措置法第67

条の2第1項の承認を受けている同項に規定する医療法人に限る。)又は法第53条第14項

第2号に規定する公益法人等若しくは同号に規定する協同組合等にあっては100分の19

を乗じて計算した金額を記載すること。 

  (1) 通算対象所得金額の生じた事業年度後最初の事業年度について法人税法第71条

第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係

る申告書を提出する義務がある法人について法第53条第13項の規定を適用する場合

 同条第1項に規定する6月経過日の前日 

  (2) 法第53条第15項に規定する被合併法人等(以下この記載要領において「被合併法

人等」という。)の通算対象所得金額の生じた事業年度終了の日が同項に規定する適

格合併の日の前日又は同項に規定する残余財産の確定の日である場合 当該通算対

象所得金額の生じた事業年度終了の日 

 4 「当期控除額⑤」の欄は、(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額を超えない範囲内で記

載すること。 

  (1) この明細書の「当期控除額⑤」の「計」、第6号様式別表2の「当期控除額⑤」の

「計」、第6号様式別表2の2の「当期控除額⑤」の「計」、第6号様式別表2の4の「当

期控除額⑤」の「計」、第6号様式別表2の7の「当期控除額⑤」の「計」及び第6号

様式別表2の8の「当期控除額④」の「計」の各欄の金額の合計額 

  (2) 第6号様式別表1の「法人税法の規定によって計算した法人税額⑧」から「加算対

象通算対象欠損調整額及び加算対象被配賦欠損調整額の加算額⑩」までの各欄の金

額の合計額から「法人税法の規定によって計算した法人税額⑧」の欄の括弧内の金

額を控除した金額 

 5 法第53条第15項の規定の適用を受ける法人にあっては、この明細書の各欄は、被合併

法人等の前10年内事業年度(同項に規定する前10年内事業年度をいう。)に係る控除未済

通算対象所得調整額(同項に規定する控除未済通算対象所得調整額をいう。)と同項の規

定の適用を受ける法人の各事業年度の控除対象通算対象所得調整額(同条第14項に規定

する控除対象通算対象所得調整額をいう。)とに区分して、それぞれ各事業年度ごとに

記載すること。 
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第六号様式別表二の四(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係) 

控除対象配賦欠損調整額

の控除明細書 事 業 年 度 
・   ・ 

・   ・ 

法
人
名 

  

事 業 年 度 

配賦欠損金

控 除 額 

控除対象配賦
欠損調整額 
(①×23.2／
100又は①×
19／100) 

既に控除を

受 け た 額 

控除未済額

②－③ 

当期控除額 

 

翌期繰越額 

 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

・   ・ 

・   ・ 

円 円 円 円 円   

・   ・ 

・   ・ 

          円 

・   ・ 

・   ・ 

            

・   ・ 

・   ・ 

            

・   ・ 

・   ・ 

            

・   ・ 

・   ・ 

            

・   ・ 

・   ・ 

            

・   ・ 

・   ・ 

            

・   ・ 

・   ・ 

            

・   ・ 

・   ・ 

            

当 期 分 

            

計 

    円   円   

 

第6号様式別表2の4記載要領 

 1 この明細書は、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた

配賦欠損金控除額(法第53条第19項に規定する配賦欠損金控除額をいう。以下この記載

要領において同じ。)について、同項の規定の適用を受けようとする法人が記載し、第6

号様式、第6号様式(その2)又は第6号様式(その3)の申告書に添付すること。 

 2 「配賦欠損金控除額①」の欄は、配賦欠損金控除額の生じた各事業年度について、次

に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を記載すること。 

  (1) 法人税法第64条の7第5項の規定の適用がある場合 当該事業年度の法人税の明

細書(別表7(2)付表1)の「当初配賦欠損金控除額(22)」の「計」の欄の金額 

  (2) (1)に掲げる場合以外の場合 当該事業年度の法人税の明細書(別表7(2)付表1)

の当該事業年度開始の日前10年以内に開始した各事業年度の「非特定欠損金額に係

る控除未済額(5)」の欄の金額から「非特定欠損金配賦額(18)」の欄の金額を控除し

た金額(当該金額が零を下回る場合には、零)に、「非特定損金算入割合(20)」の欄

の数値を乗じて得た金額の合計額 

 3 「控除対象配賦欠損調整額②」の欄は、「配賦欠損金控除額①」の欄に記載した金額

に、配賦欠損金控除額の生じた事業年度後最初の事業年度終了の日(次に掲げる場合に

該当するときは、それぞれ次に定める日)における法第53条第14項各号に掲げる法人の

区分に応じ、同項第1号に規定する普通法人(租税特別措置法第67条の2第1項の承認を受

けている同項に規定する医療法人を除く。)又は法第53条第14項第1号に規定する一般社

団法人等にあっては100分の23.2を、同号に規定する普通法人(租税特別措置法第67条

の2第1項の承認を受けている同項に規定する医療法人に限る。)又は法第53条第14項第2

号に規定する公益法人等若しくは同号に規定する協同組合等にあっては100分の19を乗

じて計算した金額を記載すること。 

  (1) 配賦欠損金控除額の生じた事業年度後最初の事業年度について法人税法第71条

第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係

る申告書を提出する義務がある法人について法第53条第19項の規定を適用する場合

 同条第1項に規定する6月経過日の前日 

  (2) 法第53条第21項に規定する被合併法人等(以下この記載要領において「被合併法

人等」という。)の配賦欠損金控除額の生じた事業年度終了の日が同項に規定する適

格合併の日の前日又は同項に規定する残余財産の確定の日である場合 当該配賦欠

損金控除額の生じた事業年度終了の日 

 4 「当期控除額⑤」の欄は、(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額を超えない範囲内で記

載すること。 

  (1) この明細書の「当期控除額⑤」の「計」、第6号様式別表2の「当期控除額⑤」の

「計」、第6号様式別表2の2の「当期控除額⑤」の「計」、第6号様式別表2の3の「当

期控除額⑤」の「計」、第6号様式別表2の7の「当期控除額⑤」の「計」及び第6号

様式別表2の8の「当期控除額④」の「計」の各欄の金額の合計額 

  (2) 第6号様式別表1の「法人税法の規定によって計算した法人税額⑧」から「加算対

象通算対象欠損調整額及び加算対象被配賦欠損調整額の加算額⑩」までの各欄の金

額の合計額から「法人税法の規定によって計算した法人税額⑧」の欄の括弧内の金

額を控除した金額 
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 5 法第53条第21項の規定の適用を受ける法人にあっては、この明細書の各欄は、被合併

法人等の前10年内事業年度(同項に規定する前10年内事業年度をいう。)に係る控除未済

配賦欠損調整額(同項に規定する控除未済配賦欠損調整額をいう。)と同項の規定の適用

を受ける法人の各事業年度の控除対象配賦欠損調整額(同条第20項に規定する控除対象

配賦欠損調整額をいう。)とに区分して、それぞれ各事業年度ごとに記載すること。 

第
六
号
様
式
別
表
二
の
五
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）

（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

第六号様式別表二の五(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係) 

控除対象還付法人税額又は控除対象

個別帰属還付税額の控除明細書 
事業年度又は

連結事業年度 

・   ・ 

・   ・ 

法
人
名 

  

   事業年度又は

連結事業年度 

控除対象還付
法人税額又は
控除対象個別
帰属還付税額 

 既に控除を

受 け た 額 

控除未済額 

①－② 

当期控除額 

 

翌期繰越額 

 

① ② ③ ④ ⑤ 

・   ・ 

・   ・ 

円 円 円 円   

・   ・ 

・   ・ 

        円 

・   ・ 

・   ・ 

          

・   ・ 

・   ・ 

          

・   ・ 

・   ・ 

          

・   ・ 

・   ・ 

          

・   ・ 

・   ・ 

          

・   ・ 

・   ・ 

          

・   ・ 

・   ・ 

          

・   ・ 

・   ・ 

          

当 期 分 

          

計 

  円   円   

 

第6号様式別表2の5記載要領 

 1 この明細書は、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度若しくは中間期間(法人税法第80条第5項若しくは第144条の13第11

項又は所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前

の法人税法(以下この記載要領において「令和2年旧法人税法」という。)第80条第5項に規定する中間期間をいう。)(法人税法第80条第7項

又は第8項に規定する欠損事業年度を除く。)又は当該連結事業年度(令和2年旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以

下この記載要領において同じ。)開始の日前10年以内に開始した事業年度(令和2年旧法人税法第80条第5項又は法人税法第144条の13第11項

に規定する中間期間を含む。)において生じた内国法人の控除対象還付法人税額(法第53条第23項第1号又は地方税法等の一部を改正する法

律(令和2年法律第5号。以下この記載要領において「令和2年改正法」という。)附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の法(以下この記

載要領において「令和2年旧法」という。)第53条第12項第1号に規定する内国法人の控除対象還付法人税額をいう。以下この記載要領にお

いて同じ。)、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額(法第53条第23項第2号又は令和2年旧法第53条第12項第2号に規

定する外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額をいう。以下この記載要領において同じ。)、外国法人の恒久的施設非

帰属所得に係る控除対象還付法人税額(法第53条第23項第3号又は令和2年旧法第53条第12項第3号に規定する外国法人の恒久的施設非帰属

所得に係る控除対象還付法人税額をいう。以下この記載要領において同じ。)及び当該事業年度又は連結事業年度開始の日前10年以内に開

始した連結事業年度(令和2年旧法人税法第81条の31第5項に規定する中間期間を含む。)において生じた控除対象個別帰属還付税額(令和2

年旧法第53条第15項に規定する控除対象個別帰属還付税額をいう。以下この記載要領において同じ。)について、法第53条第23項若しくは

令和2年改正法附則第5条第6項において準用する法第53条第26項又は令和2年旧法第53条第12項若しくは第15項の規定の適用を受けようと

する法人が記載し、第6号様式、第6号様式(その2)又は第6号様式(その3)の申告書に添付すること。 

 2 法人課税信託の受託者が当該法人課税信託について、第6号様式、第6号様式(その2)又は第6号様式(その3)の申告書に添付する場合にあっ

ては、「法人名」の欄には法人課税信託の名称を併記すること。 

 3 「当期控除額④」の欄は、(1)、(2)及び(4)に掲げる法人にあってはそれぞれ(イ)に掲げる金額が(ロ)に掲げる金額を超えない範囲内で

記載し、(3)に掲げる法人にあっては(イ)に掲げる金額が(ロ)に掲げる金額を超えない範囲内及び(ハ)に掲げる金額が(ニ)に掲げる金額を

超えない範囲内で記載すること。 

  (1) 第6号様式、第6号様式(その2)又は第6号様式(その3)を提出する法人((2)、(3)又は(4)に掲げる法人を除く。) 

   (イ) この明細書の「当期控除額④」の「計」の欄の金額 

   (ロ) 第6号様式、第6号様式(その2)又は第6号様式(その3)の「法人税法の規定によって計算した法人税額①」及び「試験研究費の額等

に係る法人税額の特別控除額②」の各欄の金額の合計額から「法人税法の規定によって計算した法人税額①」の欄の括弧内の金額を

控除した金額 

  (2) 第6号様式別表1を提出する法人 

   (イ) この明細書の「当期控除額④」の「計」及び第6号様式別表2の6の「当期控除額⑤」の「計」の各欄の金額の合計額 

   (ロ) 第6号様式別表1の「法人税法の規定によって計算した法人税額⑧」から「加算対象通算対象欠損調整額及び加算対象被配賦欠損

調整額の加算額⑩」までの各欄の金額の合計額から「法人税法の規定によって計算した法人税額⑧」の欄の括弧内の金額及び「控除

対象通算適用前欠損調整額、控除対象合併等前欠損調整額、控除対象通算対象所得調整額、控除対象配賦欠損調整額、控除対象個別

帰属調整額及び控除対象個別帰属税額の控除額⑪」の欄の金額の合計額を控除した金額 

  (3) 第6号様式別表1の2を提出する法人 

   (イ) この明細書の恒久的施設帰属所得に係る「当期控除額④」の「計」の欄の金額 

   (ロ) 第6号様式別表1の2の「法人税法の規定によって計算した法人税額①」の「(イ)」及び「試験研究費の額等に係る法人税額の特別

控除額②」の「(イ)」の各欄の金額の合計額から「法人税法の規定によって計算した法人税額①」の「(イ)」の欄の括弧内の金額を

控除した金額 

   (ハ) この明細書の恒久的施設非帰属所得に係る「当期控除額④」の「計」の欄の金額 

   (ニ) 第6号様式別表1の2の「法人税法の規定によって計算した法人税額①」の「(ロ)」及び「試験研究費の額等に係る法人税額の特別

控除額②」の「(ロ)」の各欄の金額の合計額から「法人税法の規定によって計算した法人税額①」の「(ロ)」の欄の括弧内の金額を

控除した金額 

  (4) 第6号様式別表1の3を提出する法人 

   (イ) この明細書の「当期控除額④」の「計」の欄の金額 

   (ロ) 第6号様式別表1の3の「差引個別帰属法人税額((①＋②)と(①の括弧書)のうちいずれか多い額)又は差引法人税額(①＋②)③」の

欄の金額から「法人税法の規定によって計算した連結法人税額に係る個別帰属額又は法人税法の規定によって計算した法人税額①」

の欄の括弧内の金額及び「控除対象個別帰属調整額及び控除対象個別帰属税額の控除額④」の欄の金額の合計額を控除した金額 

 4 法第53条第24項又は令和2年旧法第53条第13項の規定の適用を受ける法人にあっては、この明細書の各欄は、被合併法人等(これらの規定

に規定する被合併法人等をいう。)の前10年内事業年度(これらの規定に規定する前10年内事業年度をいう。)に係る控除未済還付法人税額

(これらの規定に規定する控除未済還付法人税額をいう。)とこれらの規定の適用を受ける法人の各事業年度若しくは各中間期間の内国法人

の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象

還付法人税額又は各連結事業年度の控除対象個別帰属還付税額とに区分して、それぞれ各事業年度若しくは各中間期間又は各連結事業年度

ごとに記載すること。 

 5 令和2年改正法附則第5条第6項において準用する法第53条第28項又は令和2年旧法第53条第16項の規定の適用を受ける法人にあっては、こ

の明細書の各欄は、被合併法人等(これらの規定に規定する被合併法人等をいう。)の前10年内連結事業年度(これらの規定に規定する前10

年内連結事業年度をいう。)に係る控除未済個別帰属還付税額(これらの規定に規定する控除未済個別帰属還付税額をいう。)とこれらの規

定の適用を受ける法人の各連結事業年度の控除対象個別帰属還付税額又は各事業年度若しくは各中間期間の控除対象還付法人税額とに区

分して、それぞれ各事業年度若しくは各中間期間又は各連結事業年度ごとに記載すること。 
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第
六
号
様
式
別
表
二
の
六
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）

（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

第六号様式別表二の六(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係) 

控除対象還付対象欠損

調整額の控除明細書 事 業 年 度 
・   ・ 

・   ・ 

法
人
名 

  

事 業 年 度 

還 付 対 象

欠 損 金 額 

控 除 対 象
還 付 対 象
欠損調整額 
(①×23.2／
100又は①×
19／100) 

既に控除を

受 け た 額 

控除未済額

②－③ 

当期控除額 

 

翌期繰越額 

 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

・   ・ 

・   ・ 

円 円 円 円 円   

・   ・ 

・   ・ 

          円 

・   ・ 

・   ・ 

            

・   ・ 

・   ・ 

            

・   ・ 

・   ・ 

            

・   ・ 

・   ・ 

            

・   ・ 

・   ・ 

            

・   ・ 

・   ・ 

            

・   ・ 

・   ・ 

            

・   ・ 

・   ・ 

            

当 期 分 

            

計 

    円   円   

 

第6号様式別表2の6記載要領 

 1 この明細書は、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度又は中間期間

(法人税法第80条第5項に規定する中間期間をいう。以下この記載要領において同じ。)

において生じた還付対象欠損金額(法第53条第26項に規定する還付対象欠損金額をいう。

以下この記載要領において同じ。)について、同項の規定の適用を受けようとする法人

が記載し、第6号様式、第6号様式(その2)又は第6号様式(その3)の申告書に添付するこ

と。 

 2 「還付対象欠損金額①」の欄は、還付対象欠損金額の生じた各事業年度又は各中間期

間について、当該事業年度又は中間期間の法人税の明細書(別表7(2))の「損金算入特定

欠損金額(3)」の「当期分」の欄(「通算対象外欠損金額による繰戻し額」の欄)及び「損

金算入非特定欠損金額(6)」の「当期分」の欄(「(3)以外の欠損金による繰戻し額」の

欄)の合計額を記載すること。 

 3 「控除対象還付対象欠損調整額②」の欄は、「還付対象欠損金額①」の欄に記載した

金額に、還付対象欠損金額の生じた事業年度後又は中間期間後最初に開始する事業年度

終了の日(次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ次に定める日)における法第53

条第14項各号に掲げる法人の区分に応じ、同項第1号に規定する普通法人(租税特別措置

法第67条の2第1項の承認を受けている同項に規定する医療法人を除く。)又は法第53条

第14項第1号に規定する一般社団法人等にあっては100分の23.2を、同号に規定する普通

法人(租税特別措置法第67条の2第1項の承認を受けている同項に規定する医療法人に限

る。)又は法第53条第14項第2号に規定する公益法人等若しくは同号に規定する協同組合

等にあっては100分の19を乗じて計算した金額を記載すること。 

  (1) 還付対象欠損金額の生じた事業年度又は中間期間後最初に開始する事業年度に

ついて法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合に限る。)の

規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第53条第26項

の規定を適用する場合 同条第1項に規定する6月経過日の前日 

  (2) 法第53条第28項に規定する被合併法人等(以下この記載要領において「被合併法

人等」という。)の還付対象欠損金額の生じた事業年度終了の日が同項に規定する適

格合併の日の前日又は同項に規定する残余財産の確定の日である場合 当該還付対

象欠損金額の生じた事業年度終了の日 

 4 「当期控除額⑤」の欄は、(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額を超えない範囲内で記

載すること。 

  (1) この明細書の「当期控除額⑤」の「計」及び第6号様式別表2の5の「当期控除額

④」の「計」の各欄の金額の合計額 

  (2) 第6号様式別表1の「法人税法の規定によって計算した法人税額⑧」から「加算対

象通算対象欠損調整額及び加算対象被配賦欠損調整額の加算額⑩」までの各欄の金

額の合計額から「法人税法の規定によって計算した法人税額⑧」の欄の括弧内の金

額及び「控除対象通算適用前欠損調整額、控除対象合併等前欠損調整額、控除対象

通算対象所得調整額、控除対象配賦欠損調整額、控除対象個別帰属調整額及び控除

対象個別帰属税額の控除額⑪」の欄の金額の合計額を控除した金額 

5 法第53条第28項の規定の適用を受ける法人にあっては、この明細書の各欄は、被合併法

人等の前10年内事業年度(同項に規定する前10年内事業年度をいう。)に係る控除未済還

付対象欠損調整額(同項に規定する控除未済還付対象欠損調整額をいう。)と同項の規定

の適用を受ける法人の各事業年度又は各中間期間の控除対象還付対象欠損調整額とに

区分して、それぞれ各事業年度又は各中間期間ごとに記載すること。 

第
六
号
様
式
別
表
二
の
七
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）

（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

第六号様式別表二の七(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係) 

控除対象個別帰属調整額

の控除明細書 
連結事業年度

又は事業年度 

・   ・ 

・   ・ 

法
人
名 

  

   事業年度又は

連結事業年度 

連結適用前欠

損金額又は連

結適用前災害

損失欠損金額 

控除対象個別
帰 属 調 整 額 
(①×23.2／
100又は①×
20／100) 

既に控除を

受 け た 額 

控除未済額

②－③ 

当期控除額 

 

翌期繰越額 

 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

・   ・ 

・   ・ 

円 円 円 円 円   

・   ・ 

・   ・ 

          円 

・   ・ 

・   ・ 

            

・   ・ 

・   ・ 

            

・   ・ 

・   ・ 

            

・   ・ 

・   ・ 

            

・   ・ 

・   ・ 

            

・   ・ 

・   ・ 

            

・   ・ 

・   ・ 

            

・   ・ 

・   ・ 

            

計 

            

 

第6号様式別表2の7記載要領 

 1 この明細書は、当該事業年度又は連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号。以下この記載要領において「令和

2年所得税法等改正法」という。)第3条の規定(令和2年所得税法等改正法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法

人税法(以下この記載要領において「令和2年旧法人税法」という。)第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下この記載要領に

おいて同じ。)開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた連結適用前欠損金額(地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法

律第5号。以下この記載要領において「令和2年改正法」という。)附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の法(以下この記載要領にお

いて「令和2年旧法」という。)第53条第5項に規定する連結適用前欠損金額をいう。以下この記載要領において同じ。)又は連結適用前災

害損失欠損金額(同項に規定する連結適用前災害損失欠損金額をいう。以下この記載要領において同じ。)について、令和2年改正法附則第

5条第4項において準用する法第53条第3項又は令和2年旧法第53条第5項の規定の適用を受けようとする法人が記載し、第6号様式、第6号様

式(その2)又は第6号様式(その3)の申告書に添付すること。また、当該連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業

年度後最初の最初連結事業年度(令和2年旧法人税法第15条の2第1項に規定する最初連結事業年度をいう。以下この記載要領において同

じ。)においては令和2年旧法人税法第81条の9第2項の規定の適用がないことを証する書類も併せて添付すること。 

 2 「控除対象個別帰属調整額②」の欄は、「連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額①」の欄に記載した金額に、最初連結事

業年度の終了の日(2以上の最初連結事業年度の終了の日がある場合には、当該連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額の生

じた事業年度後最初の最初連結事業年度の終了の日)における令和2年旧法第53条第6項各号に掲げる法人の区分に応じ、同項第1号に規定

する普通法人(令和2年所得税法等改正法第16条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「令和2年旧措置法」と

いう。)第68条の100第1項の承認を受けている同項に規定する医療法人を除く。)との間に連結完全支配関係(令和2年旧法人税法第2条第12

号の7の7に規定する連結完全支配関係をいう。以下この記載要領において同じ。)がある連結子法人(令和2年旧法人税法第2条第12号の7に

規定する連結子法人をいう。以下この記載要領において同じ。)にあっては100分の23.2(当該最初連結事業年度(2以上の最初連結事業年度

がある場合には、当該連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度をいう。以下こ

の記載要領において同じ。)が平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始したものである場合は100分の25.5とし、当該最初連結

事業年度が平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始したものである場合は100分の23.9とし、当該最初連結事業年度が平成28

年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始したものである場合は100分の23.4とする。)を、令和2年旧法第53条第6項第1号に規定する

普通法人(令和2年旧措置法第68条の100第1項の承認を受けている同項に規定する医療法人に限る。)又は令和2年旧法第53条第6項第2号に

規定する協同組合等との間に連結完全支配関係がある連結子法人にあっては100分の20を乗じて計算した金額を記載すること。 

 3 「当期控除額⑤」の欄は、次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ(イ)に掲げる金額が(ロ)に掲げる金額を超えない範囲内で記載するこ

と。 

  (1) 第6号様式別表1を提出する法人 

   (イ) この明細書の「当期控除額⑤」の「計」、第6号様式別表2の「当期控除額⑤」の「計」、第6号様式別表2の2の「当期控除額⑤」の

「計」、第6号様式別表2の3の「当期控除額⑤」の「計」、第6号様式別表2の4の「当期控除額⑤」の「計」及び第6号様式別表2の8の「当

期控除額④」の「計」の各欄の金額の合計額 

   (ロ) 第6号様式別表1の「法人税法の規定によって計算した法人税額⑧」から「加算対象通算対象欠損調整額及び加算対象被配賦欠損

調整額の加算額⑩」までの各欄の金額の合計額から「法人税法の規定によって計算した法人税額⑧」の欄の括弧内の金額を控除した

金額 

  (2) 第6号様式別表1の3を提出する法人 
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   (イ) この明細書の「当期控除額⑤」の「計」及び第6号様式別表2の8の「当期控除額④」の「計」の各欄の金額の合計額 

   (ロ) 第6号様式別表1の3の「差引個別帰属法人税額((①＋②)と(①の括弧書)のうちいずれか多い額)又は差引法人税額(①＋②)③」の

欄の金額から「法人税法の規定によって計算した連結法人税額に係る個別帰属額又は法人税法の規定によって計算した法人税額①」

の欄の括弧内の金額を控除した金額 

 4 令和2年改正法附則第5条第4項において準用する法第53条第5項又は令和2年旧法第53条第7項の規定の適用を受ける法人にあっては、この

明細書の各欄は、被合併法人等(これらの規定に規定する被合併法人等をいう。)の前10年内事業年度(これらの規定に規定する前10年内事

業年度をいう。)に係る控除未済個別帰属調整額(これらの規定に規定する控除未済個別帰属調整額をいう。)とこれらの規定の適用を受け

る法人の各事業年度の控除対象個別帰属調整額(令和2年改正法附則第5条第4項において準用する法第53条第3項又は令和2年旧法第53条第

6項に規定する控除対象個別帰属調整額をいう。)とに区分して、それぞれ各事業年度又は各連結事業年度ごとに記載すること。 

第
六
号
様
式
別
表
二
の
八
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）

（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

第六号様式別表二の八(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係) 

控除対象個別帰属税額

の控除明細書 
連結事業年度

又は事業年度 

・   ・ 

・   ・ 

法
人
名 

  

   連結事業年度

又は事業年度 

 控除対象個
別帰属税額 

 既に控除を

受 け た 額 

控除未済額 

①－② 

当期控除額 

 

翌期繰越額 

 

① ② ③ ④ ⑤ 

・   ・ 

・   ・ 

円 円 円 円   

・   ・ 

・   ・ 

        円 

・   ・ 

・   ・ 

          

・   ・ 

・   ・ 

          

・   ・ 

・   ・ 

          

・   ・ 

・   ・ 

          

・   ・ 

・   ・ 

          

・   ・ 

・   ・ 

          

・   ・ 

・   ・ 

          

・   ・ 

・   ・ 

          

当 期 分 

          

計 

  円   円   

 

第6号様式別表2の8記載要領 

 1 この明細書は、当該事業年度又は連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1条第5

号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下この記載要領において同

じ。)開始の日前10年以内に開始した連結事業年度において生じた控除対象個別帰属税額(地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律

第5号。以下この記載要領において「令和2年改正法」という。)附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の法(以下この記載要領におい

て「令和2年旧法」という。)第53条第9項に規定する控除対象個別帰属税額をいう。以下この記載要領において同じ。)について、令和2年

改正法附則第5条第5項において準用する法第53条第3項又は令和2年旧法第53条第9項の規定の適用を受けようとする法人が記載し、第6号様

式、第6号様式(その2)又は第6号様式(その3)の申告書に添付すること。 

 2 「当期控除額④」の欄は、次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ(イ)に掲げる金額が(ロ)に掲げる金額を超えない範囲内で記載するこ

と。 

  (1) 第6号様式別表1を提出する法人 

   (イ) この明細書の「当期控除額④」の「計」、第6号様式別表2の「当期控除額⑤」の「計」、第6号様式別表2の2の「当期控除額⑤」の

「計」、第6号様式別表2の3の「当期控除額⑤」の「計」、第6号様式別表2の4の「当期控除額⑤」の「計」及び第6号様式別表2の7の「当

期控除額⑤」の「計」の各欄の金額の合計額 

   (ロ) 第6号様式別表1の「法人税法の規定によって計算した法人税額⑧」から「加算対象通算対象欠損調整額及び加算対象被配賦欠損

調整額の加算額⑩」までの各欄の金額の合計額から「法人税法の規定によって計算した法人税額⑧」の欄の括弧内の金額を控除した

金額 

  (2) 第6号様式別表1の3を提出する法人 

   (イ) この明細書の「当期控除額④」の「計」及び第6号様式別表2の7の「当期控除額⑤」の「計」の各欄の金額の合計額 

   (ロ) 第6号様式別表1の3の「差引個別帰属法人税額((①＋②)と(①の括弧書)のうちいずれか多い額)又は差引法人税額(①＋②)③」の

欄の金額から「法人税法の規定によって計算した連結法人税額に係る個別帰属額又は法人税法の規定によって計算した法人税額①」

の欄の括弧内の金額を控除した金額 

 3 令和2年改正法附則第5条第5項において準用する法第53条第5項又は令和2年旧法第53条第10項の規定の適用を受ける法人にあっては、こ

の明細書の各欄は、被合併法人等(これらの規定に規定する被合併法人等をいう。)の前10年内連結事業年度(これらの規定に規定する前10

年内連結事業年度をいう。)に係る控除未済個別帰属税額(これらの規定に規定する控除未済個別帰属税額をいう。)とこれらの規定の適用

を受ける法人の各連結事業年度の控除対象個別帰属税額とに区分して、それぞれ各連結事業年度又は各事業年度ごとに記載すること。 

第
六
号
様
式
別
表
三
　
削
除

第
六
号
様
式
別
表
四
及
び
別
表
四
の
二
　
削
除

第
六
号
様
式
別
表
四
の
三
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）

（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

第六号様式別表四の三(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係) 

均等割額の計算に関する明細書 
事業年度

又は連結

事業年度 

・   ・ 

・   ・ 
法人名   

事務所、事業所又は寮等(事務所等)の従業者数の明細 
市町村の存する区域

内における従たる事

務所等 

名称 

(外 箇所) 
所 在 地 

  
    市 

    町 

    村 

  東京都内における主たる

事務所等の所在地 

事務所等を有

していた月数 

従業者数の

合計数 

   区 

丁目  番  号 

  市(町村) 

月 人 

当該事業年度又は連結事業年度(算定期間)中の従たる事業所等の設置・廃止及び主たる事務所等の異動 

異 動

区 分 

異 動 の

年 月 日 
名 称 所 在 地 

特別区内における従たる事務所等 

設

置 

・  ・     所 在 地 
名 称 

(外  箇所) 
月数 

従業者数の

合計数 

1 千代田区     
人 

廃

止 

・  ・     2 中 央 区     
 

3 港 区     
 

旧の主
たる事
務所等 

・  ・ 

( 月) 

    4 新 宿 区     
 

5 文 京 区     
 

均 等 割 額 の 計 算 

6 台 東 区     
 

区 分 
税 率 

(年 額) 
(ア) 

月

数 
(イ) 

区

数 
(ウ) 

税額計算 

(ア)× ×(ウ)
 

7 墨 田 区     
 

特
別
区
の
み
に
事
務
所
等
を
有
す
る
場
合 

主たる

事務所

等所在 

の 

特別区 

事務所等の

従業者数 

50人超 ① 

円 月 

  

円 

0 0 8 江 東 区     
 

  
 

0 0 9 品 川 区     
 

事務所等の

従業者数 

50人以下② 
  

  
  

 

0 0 10 目 黒 区     
 

  
 

0 0 11 大 田 区     
 

従たる

事務所

等所在 

の 

特別区 

事務所等の

従業者数 

50人超 ③ 
  

    
 

0 0 12 世田谷区     
 

    
 

0 0 13 渋 谷 区     
 

事務所等の

従業者数 

50人以下④ 
  

    
 

0 0 14 中 野 区     
 

    
 

0 0 15 杉 並 区     
 

特
別
区
と
市
町
村
に
事
務
所
等
を
有
す
る
場
合 

道 府 県 分⑤       
 

0 0 16 豊 島 区     
 

特
別
区(

市
町
村
分) 

 事務所等の

従業者数 

 50人超 ⑥ 

  

    
 

0 0 17 北 区     
 

    
 

0 0 18 荒 川 区     
 

    
 

0 0 19 板 橋 区     
 

 事務所等の

従業者数 

 50人以下⑦ 

  

    
 

0 0 20 練 馬 区     
 

    
 

0 0 21 足 立 区     
 

    
 

0 0 22 葛 飾 区     
 

納付すべき均等割額 
①＋②＋③＋④又は⑤＋⑥＋⑦ ⑧ 

 

0 0 23 江戸川区     
 

備

考 

  合 計 
(主たる事務所等の従業者数の合計数を含む。) 

  

第6号様式別表4の3記載要領 

 この明細書は、特別区に事務所、事業所又は寮等を有する法人が東京都に提出する第6号様式、第6号様式(その2)若し

くは第6号様式(その3)又は第6号の3様式、第6号の3様式(その2)若しくは第6号の3様式(その3)の申告書に添付すること。 
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第
六
号
様
式
別
表
五
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格

Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
五
条
関
係
）

第六号様式別表五(提出用)(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第五条関係) 

   ※ 

処理

事項 

整 理 番 号 事務所 区
分 

管 理 番 号 申告区分 

          

法 人 名   

法人番号           

 事 業

年 度 

令和   年   月   日から 

令和   年   月   日まで 
 

所 得 金 額 に 関 す る 計 算 書  法第72条の2第1項 
第1号 
第3号 
第4号 

に掲げる事業 

 

所 得 金 額 の 計 算 非 課 税 所 得 の 区 分 計 算 

所得金額(法人税の明細書(別表4)の(34))又は個別所得

金額(法人税の明細書(別表4の2付表)の(42)) 
① 

兆 十億 百万 千 円 外
国
の
事
業
に
帰
属
す
る
所
得 

外国における事務所又は事業所の期

末の従業者数  

人 

加

算 

損金の額又は個別帰属損金額に算入した所得税額

及び復興特別所得税額 
② 

  
        

期 末 の 総 従 業 者 数    
損金の額又は個別帰属損金額に算入した分配時調

整外国税相当額 
③           

外 国 か ら 生 ず る 事 業 所 得 

(⑯＋⑩)× ／   
円 

損金の額又は個別帰属損金額に算入した海外投資

等損失準備金勘定への繰入額 
④           

損金の額又は個別帰属損金額に算入した外国法人

税の額 
⑤           

鉱
物
の
掘
採
事
業
の
所
得 

鉱物の掘採事業と精錬事業とを通じ

て算定した所得    

益金の額又は個別帰属益金額に算入した中間申告又は連結

中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額 
⑥           生産品の収入金額又は生産品の収入

金額から買鉱価格を差し引いた金額    
非適格の合併等又は残余財産の全部分配等による

移転資産等の譲渡利益額 
⑦           

鉱産税の課税標準であるべき鉱物の

価額    
小 計 ⑧           

減

算 

益金の額又は個別帰属益金額に算入した海外投資

等損失準備金勘定からの戻入額 
⑨           鉱 物 の 掘 採 事 業 の 所 得 

× ／     

外国の事業に帰属する所得以外の所得に対して課

された外国法人税の額 
⑩           

備

考 

  

外国の事業に帰属する所得に対して課された外国

法人税の額 
⑪           

特定目的会社又は投資法人の支払配当の損金算入

額 
⑫           

特定目的信託及び特定投資信託に係る利益又は収

益の分配の額の損金算入額 
⑬           

非適格の合併等又は残余財産の全部分配等による

移転資産等の譲渡損失額 
⑭           

小 計 ⑮           

仮 計       ①＋⑧－⑮ ⑯           

外 国 の 事 業 に 帰 属 す る 所 得 ⑰           

再 仮 計         ⑯－⑰ ⑱           

非
課
税
等
所
得 

林 業 に 係 る 所 得 ⑲           

鉱 物 の 掘 採 事 業 に 係 る 所 得 ⑳           

社 会 保 険 等 に 係 る 医 療 の 所 得            

農 事 組 合 法 人 の 農 業 に 係 る 所 得            

小 計            

  所得金額差引計          ⑱－               

  
繰越欠損金額等又は災害損失金額の当期控除

額 
             

  
債務免除等があった場合の欠損金額等の当期

控除額 
             

  所得金額再差引計       － －               

  
新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控

除額 
             

  農業経営基盤強化準備金積立額の損金算入額              

  
農用地等を取得した場合の圧縮額の損金算入

額 
             

  
関西国際空港用地整備準備金積立額の損金算

入額 
             

  中部国際空港整備準備金積立額の損金算入額              

  再 投 資 等 準 備 金 積 立 額 の 損 金 算 入 額              

  
特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として

出資をした場合の特別勘定取崩額の益金算入額 
            

  
特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として

出資をした場合の特別勘定繰入額の損金算入額 
            

  合計 － － － － － － ＋ －               

・ 
・ 

第六号様式別表五(入力用)(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第五条関係) 

  

 

1 

整 理 番 号 事務所 
区
分 

管 理 番 号 申告区分 
 

 

24     A     

  法人番号         37 

  申告年月日   25  44 

事業年度 

50 

          49 

 

55 
38   43       

56              69  

予備 
          

 12 

  
B 

    

01             

  02           

03           

04           

05           

06           

07           

08           

09           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

21           

22           

23           

24           

25           

26           

27           

28           

29           

30           

31           

32           

33           

34           

35           

36           
 

第6号様式別表5記載要領 

 1 この計算書は、法第72条の2第1項第3号若しくは第4号に掲げる事業を行う法人、法第

72条の23第2項若しくは地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)附則第1

条第5号に掲げる規定による改正前の法第72条の23第2項の規定の適用を受ける医療法

人若しくは農業協同組合連合会、法第72条の24の規定の適用を受ける法人、事業税を課

されない事業とその他の事業とを併せて行う法人、法人税法第27条、第62条第2項、第6

2条の5第2項若しくは第142条の2の2若しくは所得税法等の一部を改正する法律(令和2

年法律第8号。以下この記載要領において「令和2年所得税法等改正法」という。)第3

条の規定(令和2年所得税法等改正法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)によ

る改正前の法人税法(以下この記載要領において「令和2年旧法人税法」という。)第27

条の規定の適用を受ける法人、租税特別措置法第57条の7第1項、第57条の7の2第1項、

第59条第1項若しくは第2項、第61条の2第1項、第61条の3第1項、第66条の13、第67条の

14第1項、第67条の15第1項、第68条の3の2第1項若しくは第68条の3の3第1項若しくは令

和2年所得税法等改正法第16条の規定による改正前の租税特別措置法第57条の7第1項、

第57条の7の2第1項、第59条第1項若しくは第2項、第61条の3第1項、第66条の13、第68

条の3の2第1項、第68条の3の3第1項、第68条の57第1項、第68条の57の2第1項、第68条

の62第1項若しくは第2項、第68条の64第1項、第68条の65第1項若しくは第68条の98の規

定の適用を受ける法人、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関す

る法律(平成23年法律第29号。以下この記載要領において「震災特例法」という。)第1

8条の3第1項若しくは令和2年所得税法等改正法第23条の規定による改正前の震災特例

法第18条の3第1項若しくは第26条の3第1項の規定の適用を受ける法人又は政令第21条

の2の3若しくは地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第264号)による改

正前の政令第21条の2の3の規定の適用を受ける法人が、課税標準となる所得の計算を行

う場合又は単年度損益の計算を行う場合に記載し、第6号様式、第6号様式(その2)又は

第6号様式(その3)の申告書に添付すること。 

 2 法人課税信託の受託者が当該法人課税信託について、第6号様式、第6号様式(その2)

又は第6号様式(その3)の申告書に添付する場合にあっては、「法人名」の欄には法人課

税信託の名称を併記すること。 

 3 「法人番号」欄には、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号をいう。)を記載すること。 

 4  

「 

法第72条の2第1項 

第1号 
・ 

第3号 
・ 

第4号 

に掲げる事業 

」 

となっている箇所については、事 

  業の区分に応じ、「第1号」、「第3号」又は「第4号」のいずれかを○印で囲んで表示する

こと。 

 5 法第72条の2第1項第1号に掲げる事業と同項第3号に掲げる事業とを併せて行う法人

(同項第1号ロに掲げる法人に限る。)にあってはそれぞれの事業に係る所得の金額の計

算の別を明らかにして記載し、同項第1号に掲げる事業と同項第3号又は第4号に掲げる

事業とを併せて行う法人(同項第1号イに掲げる法人に限る。)にあっては同項第1号に掲

げる事業に係る所得の金額及び単年度損益と同項第3号又は第4号に掲げる事業に係る

単年度損益との計算の別を明らかにして記載し、同項第3号に掲げる事業と同項第4号に

掲げる事業とを併せて行う法人(同項第3号イに掲げる法人に限る。)にあってはそれぞ

れの事業に係る単年度損益の計算の別を明らかにして記載し、それぞれの事業ごとに提

出すること。 

 6 「所得金額(法人税の明細書(別表4)の(34))又は個別所得金額(法人税の明細書(別表4

の2付表)の(42))①」の欄は、法人税法第64条の8の規定の適用を受ける法人にあっては

法人税の明細書(別表4)の「合計(34)」の欄の金額に、法人税の明細書(別表4付表)の「通

算法人の合併等があつた場合の欠損金の損金算入額(9)」の欄の金額を加算した金額を

記載し、令和2年旧法人税法第81条の9第4項の規定の適用を受ける法人にあっては法人

税の明細書(別表4の2付表)の「仮計(42)」の欄の金額に、同明細書の「被合併法人等の

最終の事業年度の欠損金の損金算入額(34)」の欄の金額を加算した金額を記載すること。 

 7 「外国の事業に帰属する所得に対して課された外国法人税の額⑪」の欄は、法第72

条の24前段に規定する区分計算の方法によって事業税に係る所得計算をする法人が外

国の事業に帰属する所得に対して課された外国法人税の額を記載すること。 

 8 法第72条の2第1項第3号イに掲げる法人又は同項第4号に掲げる事業を行う法人が、同

項第3号に掲げる事業又は同項第4号に掲げる事業に係る単年度損益の計算を行う場合

にあっては、「繰越欠損金額等又は災害損失金額の当期控除額 」及び「債務免除等が

あった場合の欠損金額等の当期控除額 」の各欄は記載しないこと。 

 9 外国の事務所又は事業所(政令第20条の2の20第1項に規定する外国の事務所又は事業

所をいう。以下この記載要領において同じ。)を有しない内国法人が事業年度の中途に

おいて外国の事務所又は事業所を有することとなった場合又は特定内国法人(法第72条

の19に規定する特定内国法人をいう。)が事業年度の中途において外国の事務所又は事

業所を有しないこととなった場合には、「外国における事務所又は事業所の期末の従業

者数 」の欄には、当該事業年度に属する各月の末日現在における外国の事務所又は事

業所の従業者の数を合計した数を当該事業年度の月数で除して得た数(その数に1人に

満たない端数を生じたときは、これを1人とする。以下この記載要領において同じ。)

を記載し、「期末の総従業者数 」の欄には、当該事業年度に属する各月の末日現在に

おける法の施行地内に有する事務所又は事業所の従業者の数を合計した数を当該事業

年度の月数で除して得た数(その数に1人に満たない端数を生じたときは、これを1人と

する。)と当該事業年度に属する各月の末日現在における外国の事務所又は事業所の従

業者の数を合計した数を当該事業年度の月数で除して得た数とを合計した数を記載す

ること。 

 10 「外国の事業に帰属する所得」又は「非課税等所得」のある法人にあっては、外国

の事業に帰属する所得の計算又は非課税等所得の計算に関する明細書を添付すること。 
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五
条
関
係
）

第六号様式別表五の二(提出用)(用紙日本産業規格A4・ローズ色)(第五条関係) 

  

※

処理

事項 

整 理 番 号 事務所 
区
分 

管 理 番 号 申告区分 

  
        

法 人 名   

法 人 番 号   
  

      

  事 業

年 度 

令和 
  

年   月   日から 

令和 
  

年   月   日まで 

 
  

付加価値額及び資本金等の額の計算書 法第72条の2第1項 

第1号 

第3号 

第4号 

に掲げる事業 

1．付加価値額及び資本金等の額の計算 

付 加 価 値 額 の 計 算 資 本 金 等 の 額 の 計 算 

収

益

配

分

額

の

計

算 

報酬給与額 

 別表5の2の2 又は別表5の3⑫ 
① 

兆 十億 百万 千 円 資本金等の額 下表2 若しくは下表3 又は別表
5の2の3②、同表⑲、同表 、同表

若しくは同表  
⑫ 

兆 十億 百万 千 円 

純支払利子 

 別表5の2の2 又は別表5の4③ 
② 

  
        当該事業年度の月数 ⑬     月 

純支払賃借料 

 別表5の2の2 又は別表5の5③ 
③ 

  
        

12
⑫

⑬
×  ⑭ 

兆 十億 百万 千 円 

収益配分額 

①＋②＋③ 
④ 

  
        

控除額計 

 

別表5の2の3⑫、同表 若しくは

同表 又は別表5の2の4⑩ 
⑮ 

  
        

単年度損益 

第6号様式 又は別表5  
⑤ 

  
        

差引 

⑭－⑮ 
⑯ 

  
        

付加価値額 

④＋⑤ 
⑥ 

  
        ⑯のうち1,000億円以下の金額 ⑰ 

  
        

収益配分額のうちに報酬給与額の占める割合 

①／④ 
⑦   

  
％ 

⑯のうち1,000億円を超え

5,000億円以下の金額 
×

100

50
 ⑱ 

  
        

除
額
の
計
算 

雇
用
安
定
控 

100

70
④ ×  ⑧ 

兆 十億 百万 千 円 ⑯のうち5,000億円を超え

1兆円以下の金額 
×

100

25
 ⑲ 

  
        

雇用安定控除額 

①－⑧ 
⑨ 

  
        

仮計 

⑰＋⑱＋⑲ 
⑳ 

  
        

雇用者給与等支給増加額 
別表5の6 又は別表5の6の3  

⑩ 
  

        
国内における所得等課税事業に係る

期末の従業者数  
人 

課税標準となる付加価値額 

⑥－⑨－⑩ 
⑪ 

  
        

国内における収入金額等課税事業に係る

期末の従業者数    

  

国内における特定ガス供給業に係る

期末の従業者数    

計 

＋ ＋     

課税標準となる資本金等の額 

⑳又は⑳× ／ 、⑳× ／ 若しくは⑳× ／   
兆 十億 百万 千 円 

2．資本金等の額の明細 

区 分 
期首現在の金額  

 

当期中の減少額  

 

当期中の増加額  

 

差引期末現在の金額  

( － ＋ ) 

資 本 金 の 額

又 は 出 資 金 の 額 
1 

兆 十億 百万 千 円 兆 十億 百万 千 円 兆 十億 百万 千 円 兆 十億 百万 千 円 

資本金の額及び資本準備金

の 額 の 合 算 額  
2                                         

法人税の資本金等の額又は

連結個別資本金等の額 
3                                         

期 中 に 金 額 の 増 減 が

あ っ た 場 合 の 理 由 等 
  

・ 

・ 

第六号様式別表五の二(入力用)(用紙日本産業規格A4・ローズ色)(第五条関係) 

 

  整 理 番 号 事務所 
区
分 

管 理 番 号 
申告
区分   

1     
A 

    24 

  
法 人 番 号   

      37 

申告年月日 
25 44 

43
事業年度 

50 

          49 

38         
55 

56             69   

予備 
          

 

 

 
12 

B 
        

01 
          

12 
          

  

02 
          

13 
          

03 
          

14 
          

04 
          

15 
          

05 
          

16 
          

06 
          

17 
          

07 
          

18 
          

08 
          

19 
          

09 
          

20 
          

10 
          

21 
          

11 
          

22 
          

  
23 

          

24 
          

25 
          

 

 

 

 

  
期首現在の金額 

15           28 

当期中の減少額 

29           42 

当期中の増加額 

43           56 

差引期末現在の金額 

57           70 
12 

B 
  13 

  
26 

                                        

27 
                                        

28 
                                        

 

第6号様式別表5の2記載要領 

 1 この計算書は、法第72条の2第1項第1号イ若しくは第3号イに掲げる法人又は同項第4

号に掲げる事業を行う法人が、付加価値割の課税標準となる付加価値額及び資本割の課

税標準となる資本金等の額の計算を行う場合に記載し、第6号様式、第6号様式(その2)

又は第6号様式(その3)の申告書に添付すること。 

 2 「法人番号」欄には、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号をいう。)を記載すること。 

 3  

「 

法第72条の2第1項 

第1号 
・ 

第3号 
・ 

第4号 

に掲げる事業 

」 

となっている箇所については、事 

  業の区分に応じ、「第1号」、「第3号」又は「第4号」のいずれかを○印で囲んで表示する

こと。 

 4 法第72条の2第1項第1号に掲げる事業、同項第3号に掲げる事業及び同項第4号に掲げ

る事業のうち2以上の事業を併せて行う法人にあっては、それぞれの事業に係る付加価

値額及び資本金等の額の計算の別を明らかにして記載し、それぞれの事業ごとに提出す

ること。 

 5 「単年度損益⑤」の欄の記載に当たっては、次によること。 

  (1) 法人税法第27条の規定の適用を受ける法人にあっては、同欄を「(別表5 －同表

⑥)」と読み替えて計算した金額を記載すること。 

  (2) 法第72条の18第1項の規定によりその例によるものとされる法人税法第59条第1

項又は地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)附則第1条第5号に掲げ

る規定による改正前の法(以下この記載要領において「令和2年旧法」という。)第72

条の18第1項の規定によりその例によるものとされる地方税法施行令の一部を改正

する政令(令和2年政令第264号)による改正前の政令第20条の2の12の規定による読

替え後の所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号。以下この記載要領に

おいて「令和2年所得税法等改正法」という。)第3条の規定(令和2年所得税法等改正

法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(以下この

記載要領において「読替え後の令和2年旧法人税法」という。)第59条第1項の規定の

適用を受けようとする法人にあっては、同欄中「第6号様式 」とあるのは「(第6

号様式 －別表10⑨)」と、「別表5 」とあるのは「(別表5 －別表10⑨)」と読み

替えて計算した金額を記載すること。 

  (3) 法第72条の18第1項の規定によりその例によるものとされる法人税法第59条第2

項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年

法律第29号。以下この記載要領において「震災特例法」という。)第17条第1項の規

定により読み替えて適用する場合を含む。)又は読替え後の令和2年旧法人税法第59

条第2項(令和2年所得税法等改正法第23条の規定による改正前の震災特例法(以下こ

の記載要領において「令和2年旧震災特例法」という。)第17条第1項の規定により読

み替えて適用する場合を含み、読替え後の令和2年旧法人税法第59条第2項第3号に掲

げる場合に該当する場合に限る。)の規定の適用を受けようとする法人にあっては、

同欄中「第6号様式 」とあるのは「(第6号様式 －別表10 )」と、「別表5 」と

あるのは「(別表5 －別表10 )」と読み替えて計算した金額を記載すること。 

  (4) 法第72条の18第1項の規定によりその例によるものとされる法人税法第59条第3

項(震災特例法第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は読替

え後の令和2年旧法人税法第59条第2項(令和2年旧震災特例法第17条第1項の規定に

より読み替えて適用する場合を含み、読替え後の令和2年旧法人税法第59条第2項第3

号に掲げる場合に該当する場合を除く。)の規定の適用を受けようとする法人にあっ

ては、同欄中「第6号様式 」とあるのは「(第6号様式 －別表11⑫)」と、「別表5 」

とあるのは「(別表5 －別表11⑫)」と読み替えて計算した金額を記載すること。 

  (5) 法第72条の18第1項の規定によりその例によるものとされる法人税法第59条第4

項又は読替え後の令和2年旧法人税法第59条第3項の規定の適用を受けようとする法

人にあっては、同欄中「第6号様式 」とあるのは「(第6号様式 －別表11⑫)」と、

「別表5 」とあるのは「(別表5 －別表11⑫)」と読み替えて計算した金額を記載

すること。 

  (6) 租税特別措置法第59条の2又は令和2年所得税法等改正法第16条の規定による改

正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「令和2年旧措置法」という。)

第59条の2若しくは第68条の62の2の規定の適用を受ける法人にあっては、法人税の

明細書(別表4)の(33)又は法人税の明細書(別表4の2付表)の(41)の欄において減算

した金額(損金算入額)がある場合は当該額を加算し、加算した金額(益金算入額)が

ある場合は当該額を減算した金額を記載すること。 

  (7) 租税特別措置法第66条の5の3第1項、所得税法等の一部を改正する法律(令和4年

法律第4号)第11条の規定による改正前の租税特別措置法第66条の5の3第1項又は令

和2年旧措置法第68条の89の3第1項の規定の適用を受ける法人にあっては、法人税の

明細書(別表17(2の3))の(10)の欄から(23)の欄を控除した金額又は法人税の明細書

(別表17の2(2)付表1)の(8)の「計」の欄から(26)の欄を控除した金額を加算した金

額を記載すること。 

  (8) 第6号様式別表5の から まで及び の各欄に記載のある法人にあってはこれ

らの欄の合計額を減算した金額を記載し、同表の の欄に記載のある法人にあって

は同欄を加算した金額を記載すること。 

 6 「当該事業年度の月数⑬」の欄は、法第72条の21第3項、第4項若しくは第5項又は令

和2年旧法第72条の21第4項若しくは第5項の規定の適用を受ける法人にあっては、当該

規定に基づき計算した月数を記載すること。 

 7 「国内における所得等課税事業に係る期末の従業者数 」から「計 」までの各欄は、

法第72条の2第1項第1号に掲げる事業、同項第3号に掲げる事業及び同項第4号に掲げる

事業のうち2以上の事業を併せて行う法人が記載し、次に掲げる場合に該当するときは、

「国内における所得等課税事業に係る期末の従業者数 」の欄には、当該事業年度に属

する各月の末日現在における法の施行地内に有する事務所又は事業所の従業者のうち

同項第1号に掲げる事業(非課税事業を除く。以下この記載要領において「所得等課税事

業」という。)に係る者の数を合計した数を当該事業年度の月数で除して得た数(その数

に1人に満たない端数を生じたときは、これを1人とする。以下この記載要領において同

じ。)を記載し、「国内における収入金額等課税事業に係る期末の従業者数 」の欄には、

当該事業年度に属する各月の末日現在における法の施行地内に有する事務所又は事業

所の従業者のうち同項第3号に掲げる事業(以下この記載要領において「収入金額等課税

事業」という。)に係る者の数を合計した数を当該事業年度の月数で除して得た数(その

数に1人に満たない端数を生じたときは、これを1人とする。以下この記載要領において

同じ。)を記載し、「国内における特定ガス供給業に係る期末の従業者数 」の欄には、

当該事業年度に属する各月の末日現在における法の施行地内に有する事務所又は事業

所の従業者のうち同項第4号に掲げる事業(以下この記載要領において「特定ガス供給業」

という。)に係る者の数を合計した数を当該事業年度の月数で除して得た数(その数に1

人に満たない端数を生じたときは、これを1人とする。以下この記載要領において同じ。)

を記載し、「計 」の欄には、当該事業年度に属する各月の末日現在における法の施行

地内に有する事務所又は事業所の従業者のうち所得等課税事業に係る者の数を合計し

た数を当該事業年度の月数で除して得た数、当該事業年度に属する各月の末日現在にお

ける法の施行地内に有する事務所又は事業所の従業者のうち収入金額等課税事業に係

る者の数を合計した数を当該事業年度の月数で除して得た数及び当該事業年度に属す

る各月の末日現在における法の施行地内に有する事務所又は事業所の従業者のうち特

定ガス供給業に係る者の数を合計した数を当該事業年度の月数で除して得た数を合計
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した数を記載すること。 

  (1) 所得等課税事業を行う法人が事業年度の中途において収入金額等課税事業又は

特定ガス供給業を開始した場合 

  (2) 収入金額等課税事業を行う法人が事業年度の中途において所得等課税事業又は

特定ガス供給業を開始した場合 

  (3) 特定ガス供給業を行う法人が事業年度の中途において所得等課税事業又は収入

金額等課税事業を開始した場合 

  (4) 所得等課税事業、収入金額等課税事業及び特定ガス供給業のうち2以上の事業を

併せて行う法人が事業年度の中途において所得等課税事業、収入金額等課税事業又

は特定ガス供給業を廃止した場合 

第
六
号
様
式
別
表
五
の
二
の
二
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本

産
業
規
格
Ａ
４
・
ロ
ー
ズ
色
）
（
第
五
条
関
係
）

第六号様式別表五の二の二(提出用)(用紙日本産業規格A4・ローズ色)(第五条関係) 

  
 ※ 

処理

事項 

整 理 番 号 事務所 
区
分 

管 理 番 号 申告区分 

          

法 人 名   

法人番号 
          

 事 業

年 度 

令和 
  

年 
  

月 
  

日から 

令和 
  

年 
  

月 
  

日まで 
 

付 加 価 値 額 に 関 す る 計 算 書  法第72条の2第1項 
第1号 
第3号 
第4号 

に掲げる事業 

 
1．付加価値額の総額の計算 

報酬給与額 

別表5の3⑫ 
① 

兆 十億 百万 千 円 単年度損益 

別表5⑯ 
④ 

兆 十億 百万 千 円 

純支払利子 

別表5の4③ 
② 

          付加価値額 

①＋②＋③＋④ 
⑤ 

          

純支払賃借料 

別表5の5③ 
③ 

          
  

 

2．外国の事業に帰属する付加価値額の計算 

外国の事業に帰属する報酬給与額 ⑥ 
兆 十億 百万 千 円 外国の事業に帰属する付加価値額 

⑥＋⑦＋⑧＋⑨ 
⑩ 

兆 十億 百万 千 円 

外国の事業に帰属する純支払利子 ⑦ 
          外国の事業に帰属する付加価値額の計算方

法 
区分計算・従業者数按分 

外国の事業に帰属する純支払賃借料 ⑧ 
          外国における事務所又は事業所の期末の従

業者数 
⑪ 

人 

外国の事業に帰属する単年度損益 

別表5⑰ 
⑨ 

          
期末の総従業者数 ⑫   

 

3．非課税事業に係る報酬給与額等の計算 

林

業 

報酬給与額 ⑬ 
兆 十億 百万 千 円 鉱

物

の

掘

採

事

業

に

係

る

報

酬

給

与

額

等 

鉱物の掘採事業と精錬事業とを通じ

て算定した報酬給与額  

円 

純支払利子 ⑭ 
          鉱物の掘採事業と精錬事業とを通じ

て算定した純支払利子    

純支払賃借料 ⑮ 
          鉱物の掘採事業と精錬事業とを通じ

て算定した純支払賃借料    

鉱

物

の

掘

採

事

業 

報酬給与額 ⑯ 
          生産品の収入金額又は生産品の収入

金額から買鉱価格を差し引いた金額    

純支払利子 ⑰ 
          鉱産税の課税標準であるべき鉱物の

価額    

純支払賃借料 ⑱ 
          鉱物の掘採事業に係る報酬給与額 

            × ／     

農
事
組
合
法
人
の
行
う
農
業 

報酬給与額 ⑲ 
          鉱物の掘採事業に係る純支払利子 

            × ／     

純支払利子 ⑳ 
          鉱物の掘採事業に係る純支払賃借料 

            × ／     

純支払賃借料  

            

非

課

税

事

業

計 

報酬給与額 

⑬＋⑯＋⑲  

          

純支払利子 

⑭＋⑰＋⑳  

          

純支払賃借料 

⑮＋⑱＋   

          

 

4．報酬給与額等の計算 

報酬給与額 

①－⑥－   

兆 十億 百万 千 円 純支払賃借料 

③－⑧－   

兆 十億 百万 千 円 

純支払利子 

②－⑦－   

          
  

 

・ 
・ 

第六号様式別表五の二の二(入力用)(用紙日本産業規格A4・ローズ色)(第五条関係) 

  

 

1 

整 理 番 号 事務所 区
分 

管 理 番 号 申告区分 
 

 

24     A     

  法人番号         37 

  申告年月日   25  44 

事業年度 

50 

          49 

 

55 
38   43       

56              69   

予備 
          

   12 
  

B 
    

01             
04           

  

02           05           

03             

 

 

 

  06             10           

07             

08           11           

09           12           

 

 

 

  13             

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

21           

22           

23           

24           

 

 

 

  33             35           

34             

 

第6号様式別表5の2の2記載要領 

 1 この計算書は、法第72条の19の規定の適用を受ける法人又は事業税を課されない事業

とその他の事業とを併せて行う法人が、外国の事業に帰属する付加価値額又は非課税事

業に係る報酬給与額等の計算を行う場合に記載し、第6号様式別表5の2に併せて提出す

ること。 

 2 「法人番号」欄には、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号をいう。)を記載すること。 

 3  

「 

法第72条の2第1項 

第1号 
・ 

第3号 
・ 

第4号 

に掲げる事業 

」 

となっている箇所については、事 

  業の区分に応じ、「第1号」、「第3号」又は「第4号」のいずれかを○印で囲んで表示する

こと。 

 4 法第72条の2第1項第1号に掲げる事業、同項第3号に掲げる事業及び同項第4号に掲げ

る事業のうち2以上の事業を併せて行う法人にあっては、それぞれの事業に係る付加価

値額等の計算の別を明らかにして記載し、それぞれの事業ごとに提出すること。 

 5 外国の事務所又は事業所(政令第20条の2の20第1項に規定する外国の事務所又は事業

所をいう。以下この記載要領において同じ。)を有しない内国法人が事業年度の中途に

おいて外国の事務所又は事業所を有することとなった場合又は特定内国法人(法第72条

の19に規定する特定内国法人をいう。)が事業年度の中途において外国の事務所又は事

業所を有しないこととなった場合には、「外国における事務所又は事業所の期末の従業

者数⑪」の欄には、当該事業年度に属する各月の末日現在における外国の事務所又は事

業所の従業者の数を合計した数を当該事業年度の月数で除して得た数(その数に1人に

満たない端数を生じたときは、これを1人とする。以下この記載要領において同じ。)

を記載し、「期末の総従業者数⑫」の欄には、当該事業年度に属する各月の末日現在に

おける法の施行地内に有する事務所又は事業所の従業者の数を合計した数を当該事業

年度の月数で除して得た数(その数に1人に満たない端数を生じたときは、これを1人と

する。)と当該事業年度に属する各月の末日現在における外国の事務所又は事業所の従

業者の数を合計した数を当該事業年度の月数で除して得た数とを合計した数を記載す

ること。 

 6 外国の事業に帰属する付加価値額の計算又は非課税事業に係る報酬給与額等の計算

に関する明細書を添付すること。 
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第
六
号
様
式
別
表
五
の
二
の
三
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本

産
業
規
格
Ａ
４
・
ロ
ー
ズ
色
）
（
第
五
条
関
係
）

第六号様式別表五の二の三(提出用)(用紙日本産業規格A4・ローズ色)(第五条関係) 

   ※ 

処理

事項 

整 理 番 号 事務所 
区
分 

管 理 番 号 申告区分 

          

法 人 名   

法人番号           

 事 業

年 度 

令和 
  

年   月   日から 

令和 
  

年   月   日まで 

 

資 本 金 等 の 額 に 関 す る 計 算 書 

 

1．内国法人の資本金等の額に関する計算 

収 入 金 額 課 税 事 業 (法 第 72 条 の 2 第 1 項 第 2 号 に 掲 げ る 事 業)を 併 せ て 行 う 法 人  

資本金等の額 

別表5の2下表3 又は 、 若しくは  
① 

兆 十億 百万 千 円 収入金額課税事業以外の事業に係る期末の

従業者数 
③ 

人 

収入金額課税事業以外の事業に係る資本金等の額 
①×③／④ 

② 
  

        期末の総従業者数 ④   

特 定 内 国 法 人 又 は 非 課 税 事 業 を 併 せ て 行 う 法 人 

月数按分後の資本金等の額 

別表5の2⑭ 
⑤ 

兆 十億 百万 千 円 
特定内国法人 

特定子会社の株式又は出資に係る控除額 

別表5の2の4⑩ 
⑥ 

  
        

特定内国法人の付加価値額の総額に占める
国内の事業に帰属する付加価値額の割合 

(別表5の2の2⑤－同表⑩)／同表⑤ 
⑬     ％ 

差引 

⑤－⑥ 
⑦ 

  
        非課税事業を併せて行う法人 

外国の事業に係る控除額 
(⑦×別表5の2の2⑩／同表⑤) 

又は(⑦×別表5の2の2⑪／同表⑫) 

⑧ 
  

        
国内における非課税事業に係る期末の従業

者数 
⑭ 

人 

再差引 

⑦－⑧ 
⑨ 

  
        

国内における事務所又は事業所の期末の従

業者数 
⑮   

非課税事業に係る控除額 

⑨×⑭／⑮ 
⑩ 

  
        

  
課税標準の特例に係る控除額 

 
⑪ 

  
        

控除額計 

⑥＋⑧＋⑩＋⑪ 
⑫ 

  
        

 

2．特例適用対象法人等の資本金等の額に関する計算 

法第72条の21第1項各号及び第2項関係 法附則第9条第1項関係 

資本金等の額 

別表5の2下表3  
⑯ 

兆 十億 百万 千 円 資本金の額 

別表5の2下表1   
兆 十億 百万 千 円 

法第72条の21第1項第1号に係る加算 ⑰ 
          法附則第9条第1項に係る額 

×2  
  

        

法第72条の21第1項第2号及び第3号に係る控除 ⑱ 
  

        法附則第9条第4項から第7項まで及び第17項関係 

仮計 

⑯＋⑰－⑱ 
⑲ 

          月数按分後の資本金等の額 

別表5の2⑭又は(⑨－⑩) 
 

兆 十億 百万 千 円 

資本金の額 

別表5の2下表1  
⑳ 

  
        課税標準の特例に係る控除割合    ―   

資本準備金の額  
  

        未収金の帳簿価額  
円 

仮計 

⑳＋   
  

        総資産価額  
  

⑲と のいずれか大きい額  
          課税標準の特例に係る控除額 

( × )又は( × ／ )  
兆 十億 百万 千 円 

  

法附則第9条第23項関係 

資本金等の額 

別表5の2下表3 又は   
兆 十億 百万 千 円 

政府の出資の金額  
          

法附則第9条第23項に係る額 

－   
          

 

3．外国法人の資本金等の額に関する計算 

月数按分後の資本金等の額 

別表5の2⑭  
兆 十億 百万 千 円 外国における事務所又は事業所の期末の従

業者数  
人 

外国の事業に係る控除額 

× ／   
  

        期末の総従業者数    

差引 

－   
  

        非課税事業又は収入金額課税事業を併せて行う法人 

非課税事業又は収入金額課税事業に係る控除額 
× ／   

  
        

国内における非課税事業又は収入金額課税

事業に係る期末の従業者数  
人 

控除額計 

＋   
  

        
国内における事務所又は事業所の期末の従

業者数    

 

第六号様式別表五の二の三(入力用)(用紙日本産業規格A4・ローズ色)(第五条関係) 

  

 

1 

整 理 番 号 事務所 区
分 

管 理 番 号 申告区分 
 

 

24     A     

  法人番号         37 

  申告年月日   25  44 

事業年度 

50 

          49 

 

55 
38   43       

56              69   

予備 
          

 

   12 
  

B 
    

01           

  
02           

 

 

  05           

06           

07           

08           

09           

10           

11           

12           

 

 

  16             24           

17           25           

18             

19           26           

20           

  21           

22           

23           30           

 

  31           

32           

33           

 

 

  34           

35           

36           

37           

38           

 

第6号様式別表5の2の3記載要領 

 1 この計算書は、法第72条の21第1項第1号から第3号まで若しくは第2項、法第72条の22、法附則第9条第1項、第

4項から第7項まで、第17項若しくは第23項、地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)附則第1条第5

号に掲げる規定による改正前の法(以下この記載要領において「令和2年旧法」という。)第72条の21第1項第1号

から第3号まで、令和2年旧法附則第9条第1項若しくは第7項又は政令第20条の2の26の規定の適用を受ける法人が、

資本割の課税標準となる資本金等の額の計算を行う場合に記載し、第6号様式別表5の2に併せて提出すること。 

 2 「法人番号」欄には、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2

条第15項に規定する法人番号をいう。)を記載すること。 

 3 次に掲げる場合に該当する場合には、「収入金額課税事業以外の事業に係る期末の従業者数③」の欄には、当

該事業年度に属する各月の末日現在における収入金額課税事業以外の事業(法第72条の2第1項第1号、第3号及び

第4号に掲げる事業をいう。以下この記載要領において同じ。)に係る従業者の数を合計した数を当該事業年度の

月数で除して得た数(その数に1人に満たない端数を生じたときは、これを1人とする。以下この記載要領におい

て同じ。)を記載し、「期末の総従業者数④」の欄には、当該事業年度に属する各月の末日現在における収入金額

課税事業以外の事業に係る従業者の数を合計した数を当該事業年度の月数で除して得た数と当該事業年度に属

する各月の末日現在における収入金額課税事業(同項第2号に掲げる事業をいう。以下この記載要領において同

じ。)に係る従業者の数を合計した数を当該事業年度の月数で除して得た数(その数に1人に満たない端数を生じ

たときは、これを1人とする。)とを合計した数を記載すること。 

  (1) 収入金額課税事業以外の事業を行う内国法人が事業年度の中途において収入金額課税事業を開始した場

合 

  (2) 収入金額課税事業を行う内国法人が事業年度の中途において収入金額課税事業以外の事業を開始した場

合 

  (3) 収入金額課税事業以外の事業と収入金額課税事業とを併せて行う内国法人が事業年度の中途において収

入金額課税事業以外の事業又は収入金額課税事業を廃止した場合 

 4 「外国の事業に係る控除額⑧」の欄は、法第72条の2第1項第1号に掲げる事業、同項第3号に掲げる事業及び同

項第4号に掲げる事業のうち2以上の事業を併せて行う法人にあっては、同欄中「別表5の2の2⑩」とあるのは「そ

れぞれの事業に係る別表5の2の2⑥の欄の合計額、同表⑦の欄の合計額、同表⑧の欄の合計額及び同表⑨の欄の

合計額の合計額」と、「同表⑤」とあるのは「それぞれの事業に係る別表5の2の2①の欄の合計額、同表②の欄の

合計額、同表③の欄の合計額及び同表④の欄の合計額の合計額」と、「別表5の2の2⑪」とあるのは「それぞれの

事業に係る別表5の2の2⑪の欄の従業者数を合計した数」と、「同表⑫」とあるのは「それぞれの事業に係る別表

5の2の2⑫の欄の従業者数を合計した数」と読み替えて計算した金額を記載すること。 

 5 「特定内国法人の付加価値額の総額に占める国内の事業に帰属する付加価値額の割合⑬」の欄は、法第72条の

2第1項第1号に掲げる事業、同項第3号に掲げる事業及び同項第4号に掲げる事業のうち2以上の事業を併せて行う

法人にあっては、同欄中「別表5の2の2⑤」及び「同表⑤」とあるのは「それぞれの事業に係る別表5の2の2①の

欄の合計額、同表②の欄の合計額、同表③の欄の合計額及び同表④の欄の合計額の合計額」と、「同表⑩」とあ

るのは「それぞれの事業に係る別表5の2の2⑥の欄の合計額、同表⑦の欄の合計額、同表⑧の欄の合計額及び同

表⑨の欄の合計額の合計額」と読み替えて計算した割合を記載すること。 

 6 次に掲げる場合に該当する場合には、「国内における非課税事業に係る期末の従業者数⑭」の欄には、当該事

業年度に属する各月の末日現在における法の施行地内に有する事務所又は事業所の従業者のうち事業税を課さ

れない事業(以下この記載要領において「非課税事業」という。)に係る者の数を合計した数を当該事業年度の月

数で除して得た数(その数に1人に満たない端数を生じたときは、これを1人とする。以下この記載要領において

同じ。)を記載し、「国内における事務所又は事業所の期末の従業者数⑮」の欄には、当該事業年度に属する各月

の末日現在における法の施行地内に有する事務所又は事業所の従業者のうち非課税事業に係る者の数を合計し

た数を当該事業年度の月数で除して得た数と当該事業年度に属する各月の末日現在における法の施行地内に有

する事務所又は事業所の従業者のうち非課税事業以外の事業(法第72条の2第1項第1号、第3号及び第4号に掲げる

事業に限る。以下この記載要領において同じ。)に係る者の数を合計した数を当該事業年度の月数で除して得た

数(その数に1人に満たない端数を生じたときは、これを1人とする。)とを合計した数を記載すること。 

  (1) 非課税事業以外の事業を行う内国法人が事業年度の中途において非課税事業を開始した場合 

  (2) 非課税事業を行う内国法人が事業年度の中途において非課税事業以外の事業を開始した場合 

  (3) 非課税事業以外の事業と非課税事業とを併せて行う内国法人が事業年度の中途において非課税事業以外

の事業又は非課税事業を廃止した場合 

 7 次に掲げる場合に該当する場合には、「国内における非課税事業又は収入金額課税事業に係る期末の従業者数

」の欄には、当該事業年度に属する各月の末日現在における恒久的施設の従業者のうち非課税事業又は収入金

額課税事業(以下この記載要領において「非課税事業等」という。)に係る者の数を合計した数を当該事業年度の

月数で除して得た数(その数に1人に満たない端数を生じたときは、これを1人とする。以下この記載要領におい

て同じ。)を記載し、「国内における事務所又は事業所の期末の従業者数 」の欄には、当該事業年度に属する各

月の末日現在における恒久的施設の従業者のうち非課税事業等に係る者の数を合計した数を当該事業年度の月

数で除して得た数と当該事業年度に属する各月の末日現在における恒久的施設の従業者のうち非課税事業等以

外の事業(法第72条の2第1項第1号、第3号及び第4号に掲げる事業に限る。以下この記載要領において「その他の

事業」という。)に係る者の数を合計した数を当該事業年度の月数で除して得た数(その数に1人に満たない端数

を生じたときは、これを1人とする。)とを合計した数を記載すること。 

  (1) その他の事業を行う外国法人が事業年度の中途において非課税事業等を開始した場合 

  (2) 非課税事業等を行う外国法人が事業年度の中途においてその他の事業を開始した場合 

  (3) その他の事業と非課税事業等とを併せて行う外国法人が事業年度の中途においてその他の事業又は非課

税事業等を廃止した場合 

 8 法第72条の21第1項第1号又は令和2年旧法第72条の21第1項第1号の規定の適用を受ける法人にあっては、これ

らの規定に規定する剰余金又は利益準備金の全部若しくは一部を資本金とした事実及び資本金とした金額を証

する書類を添付すること。 

 9 法第72条の21第1項第2号又は令和2年旧法第72条の21第1項第2号の規定の適用を受ける法人にあっては、これ

らの規定に規定する資本の欠損の填補を行った事実及び資本の欠損の填補に充てた金額を証する書類を添付す

ること。 

 10 法第72条の21第1項第3号又は令和2年旧法第72条の21第1項第3号の規定の適用を受ける法人にあっては、これ

らの規定に規定する剰余金を損失の填補に充てた事実及び剰余金を損失の填補に充てた金額を証する書類を添

付すること。 
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第六号様式別表五の二の四(用紙日本産業規格A4)(第五条関係) 

 特定子会社の株式等に係る控除額に関する計算書 
法
人
名 

  

区 分 当 該 事 業 年 度 前 事 業 年 度 

事業年度 
・   ・ 

・   ・ 

・   ・ 

・   ・ 

総資産の帳簿価額 
①                円 ⑤                円 

特定子会社に対する貸付金及び保有する特定子会社

の発行する社債の金額等 

② ⑥ 

総資産価額        (①－②)又は(⑤－⑥) 
③ ⑦ 

特定子会社の株式等の帳簿価額     ⑯又は  
④ ⑧ 

総資産価額に占める特定子会社の株式等の帳簿価額

の割合           (④＋⑧)／(③＋⑦) 

⑨                                    ％ 

特定子会社の株式等に係る控除額 

別表5の2⑭×(④＋⑧)／(③＋⑦)  

⑩                                    円 

 

 

特 定 子 会 社 の 明 細 

当 該 事 業 年 度 

特 定 子 会 社 の

名 称 及 び 所 在 地 

特定子会社

の発行済株

式等の総数 
 

⑪ 

特定子会社

が保有する

自己株式等

の数 

⑫ 

直接又は間

接に保有す

る株式等の

数 

⑬ 

持株割合 
 

⑬／(⑪－⑫) 

直接に保有

する特定子

会社株式等

の帳簿価額 

特定子会社に対する貸付金額及び保有

する特定子会社の発行する社債の金額 

特定子会社

に対する貸

付金額 

⑭ 

保有する特

定子会社発

行社債の金

額   ⑮ 

⑭＋⑮ 

  
      

％ 円 円 円 円 

  

  
                

  

  
                

  

  
                

  

  
                

  

計         
⑯ 

      

 

 

前 事 業 年 度 

特 定 子 会 社 の

名 称 及 び 所 在 地 

特定子会社

の発行済株

式等の総数 
 

⑰ 

特定子会社

が保有する

自己株式等

の数 

⑱ 

直接又は間

接に保有す

る株式等の

数 

⑲ 

持株割合 
 

⑲／(⑰－⑱) 

直接に保有

する特定子

会社株式等

の帳簿価額 

特定子会社に対する貸付金額及び保有

する特定子会社の発行する社債の金額 

特定子会社

に対する貸

付金額 

⑳ 

保有する特

定子会社発

行社債の金

額    

⑳＋  

  
      

％ 円 円 円 円 

  

  
                

  

  
                

  

  
                

  

  
                

  

計         
 

      

 

第6号様式別表5の2の4記載要領 

 1 この計算書は、法第72条の21第6項又は地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)附則第1条第5号に掲げる規定による改正前

の法第72条の21第6項の規定の適用を受ける内国法人が記載し、第6号様式別表5の2に併せて提出すること。 

 2 「特定子会社に対する貸付金及び保有する特定子会社の発行する社債の金額等」の各欄は、各事業年度に係る政令第20条の2の22各号又

は地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第264号)による改正前の政令(以下この記載要領において「令和2年旧政令」という。)

第20条の2の22各号に掲げる金額がある場合に、政令第20条の2の22第1号から第4号まで又は令和2年旧政令第20条の2の22第1号及び第2号に

掲げる金額の合計額を記載すること。この場合において、当該各号(第4号を除く。)に掲げる金額の計算に関する明細書を添付すること。 

 3 出資関係図(特定子会社となる法人に対する持株割合を記載した出資関係図)を添付すること。 
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第六号様式別表五の三(提出用)(用紙日本産業規格A4・ローズ色)(第五条関係) 

   ※ 

処理

事項 

整 理 番 号 事務所 
区
分 

管 理 番 号 申告区分 

          

法 人 名   

法人番号           

 事 業

年 度 

令和   年   月   日から 

令和   年   月   日まで 
 

報 酬 給 与 額 に 関 す る 明 細 書 法第72条の2第1項 

第1号 
・ 

第3号 
・ 

第4号 

に掲げる事業 

 

役 員 又 は 使 用 人 に 対 す る 給 与 

事務所又は事業所 
期 末 の
従 業 者 数 

給与の額 備 考 

名称 所在地 

    
人 円 

  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

小 計 ①   

  加算又は減算 ②   

計 
(①＋②) 

③ 
兆 十億 百万 千 円 

役 員 又 は 使 用 人 の た め に 支 出 す る 掛 金 等 

退職金共済制度に基づく掛金 1 
円 適格年金返還金額のうち厚生年金基金への

事業主払込相当額 
11 

円 

確定給付企業年金に係る規約に基づく掛金
又は保険料 

2   
適格年金返還金額のうち確定給付企業年金
基金への事業主払込相当額 

12   

企業型年金規約に基づく事業主掛金 3   
適格年金返還金額のうち他の適格年金への
事業主払込相当額 

13   

個人型年金規約に基づく掛金 4   
適格年金返還金額のうち特定退職金共済へ
の事業主払込相当額 

14   

勤労者財産形成給付金契約に基づく信託金
等 

5   
適格年金の要留保額移管の場合における資
産価額相当額 

15   

勤労者財産形成基金契約に基づく信託金等 6   
適格年金返還金額のうち企業型年金の個人
別管理資産への事業主払込相当額 

16   

厚生年金基金の事業主負担の掛金及び徴収
金                8－9 

7   
適格年金返還金額のうち企業型年金の過去
勤務債務等に充てる事業主払込相当額 

17   

  

事業主として負担する掛金及び負担金の
総額 

8   小計 11＋12＋13＋14＋15＋16＋17 ⑤ 
兆 十億 百万 千 円 

代行相当部分 9   

  

適格退職年金契約に基づく掛金及び保険料 10   

小計 1＋2＋3＋4＋5＋6＋7＋10 ④ 
兆 十億 百万 千 円 

計 (④－⑤) ⑥ 
兆 十億 百万 千 円 

労 働 者 派 遣 等 に 係 る 金 額 の 計 算 

労働者派遣等を受けた法人 労働者派遣等をした法人 

派遣元に支払う金額の合計 
別表5の3の2①     

⑦ 
兆 十億 百万 千 円 派遣労働者等に支払う報酬給与額の合計 

別表5の3の2②    
⑨ 

兆 十億 百万 千 円 

 
⑧ 

          派遣先から支払を受ける金額の合計 
別表5の3の2③    

⑩ 
          

  
 

⑪ 
          

報酬給与額の計算 
     (③＋⑥＋⑧＋⑪) 

⑫ 
兆 十億 百万 千 円 

  
 

第六号様式別表五の三(入力用)(用紙日本産業規格A4・ローズ色)(第五条関係) 

  

 

1 

整 理 番 号 事務所 区
分 

管 理 番 号 申告区分 
 

 

24     A     

  法人番号         37 

  申告年月日   25  44 

事業年度 

50 

          49 

 

55 
38   43       

56              69   

予備 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       12 
  

B 
    

03           
  

 

 

 

 

 

 

                                     12 
  

B 
    

05           
  

   12 
  

B 
    

04             
06           

  

 

 

 

  07             09           

08           10           

  11           

12             

 

第6号様式別表5の3記載要領 

 1 この明細書は、法第72条の2第1項第1号イ若しくは第3号イに掲げる法人又は同項第4

号に掲げる事業を行う法人が、法第72条の15又は地方税法等の一部を改正する法律(令

和2年法律第5号)附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の法第72条の15に規定する

報酬給与額の内訳について記載し、事務所又は事業所所在地の道府県知事(2以上の道府

県に事務所又は事業所を有する法人にあっては、主たる事務所又は事業所所在地の道府

県知事)に、第6号様式別表5の2に併せて提出すること。 

 2 「法人番号」欄には、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号をいう。)を記載すること。 

 3  

「 

法第72条の2第1項 

第1号 
・ 

第3号 
・ 

第4号 

に掲げる事業 

」 

となっている箇所については、事 

  業の区分に応じ、「第1号」、「第3号」又は「第4号」のいずれかを○印で囲んで表示する

こと。 

 4 法第72条の2第1項第1号に掲げる事業、同項第3号に掲げる事業及び同項第4号に掲げ

る事業のうち2以上の事業を併せて行う法人にあっては、それぞれの事業に係る報酬給

与額の計算の別を明らかにして記載し、それぞれの事業ごとに提出すること。 

 5 「 　⑪
100

75
×⑨－　⑩ 」の欄は、「派遣労働者等に支払う報酬給与額の合計⑨」の欄

の金額から「派遣先から支払を受ける金額の合計⑩」の欄の金額に100分の75を乗じて

得た金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零)を記載すること。 

第
六
号
様
式
別
表
五
の
三
の
二
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ

４
）
（
第
五
条
関
係
）

第六号様式別表五の三の二(用紙日本産業規格A4)(第五条関係) 

労働者派遣等に関する明細書 

事業

年度 

・   ・ 

・   ・ 

法
人
名 

  

法第72条の2第1項 

第1号 
・ 

第3号 
・ 

第4号 

に掲げる事業 

労 働 者 派 遣 等 を 受 け た 法 人 

派遣をした者(派遣元) 
派遣元に支払う金額 

派遣人数 
備 考 

氏名又は名称 住所又は所在地 労働時間数 

    円 人   
時間 

          
  

          
  

          
  

          
  

          
  

          
  

          
  

          
  

          
  

          計 
① 

    

労 働 者 派 遣 等 を し た 法 人 

派遣を受けた者(派遣先) 派遣労働者等に支払う

報 酬 給 与 額 

派 遣 先 か ら

支払を受ける金額 

派遣人数 
備 考 

氏名又は名称 住所又は所在地 労働時間数 

    円 円 人   
時間 

            
  

            
  

            
  

            
  

            
  

            
  

            
  

            
  

            
  

計 ② ③   
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第6号様式別表5の3の2記載要領 

 1 この明細書は、法第72条の15第2項各号又は地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)附則第1条第

5号に掲げる規定による改正前の法第72条の15第2項各号に掲げる法人が、当該各号に定める金額の内訳について

記載し、事務所又は事業所所在地の道府県知事(2以上の道府県に事務所又は事業所を有する法人にあっては、主

たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)に、第6号様式別表5の3に併せて提出すること。 

 2 

「 

 

 法第72条の2第1項 

第1号 

・ 

第3号 

・ 

第4号 

 

 

に掲げる事業 

 

」 

となっている箇所については、事業の区分に応じ、「第1号」、 

 「第3号」又は「第4号」のいずれかを○印で囲んで表示すること。 

 3 法第72条の2第1項第1号に掲げる事業、同項第3号に掲げる事業及び同項第4号に掲げる事業のうち2以上の事業

を併せて行う法人にあっては、それぞれの事業に係る労働者派遣等の明細の別を明らかにして記載し、それぞれ

の事業ごとに提出すること。 

第
六
号
様
式
別
表
五
の
四
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業

規
格
Ａ
４
・
ロ
ー
ズ
色
）
（
第
五
条
関
係
）

第六号様式別表五の四(提出用)(用紙日本産業規格A4・ローズ色)(第五条関係) 

   ※ 

処理

事項 

整 理 番 号 事務所 
区
分 

管 理 番 号 申告区分 

          

法 人 名   

法人番号           

 事 業

年 度 

令和   年   月   日から 

令和   年   月   日まで 
 

純支払利子に関する明細書  法第72条の2第1項 

第1号 
・ 

第3号 
・ 

第4号 

に掲げる事業 

 

支 払 利 子 

区 分 
借 入 先 

期中の支払利子額 借入金等の期末現在高 備 考 
氏名又は名称 住所又は所在地 

      
円 円 

  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

計 
① 

兆 十億 百万 千 円 
  

受 取 利 子 

区 分 
貸 付 先 

期中の受取利子額 貸付金等の期末現在高 備 考 
氏名又は名称 住所又は所在地 

      
円 円 

  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

計 
② 

兆 十億 百万 千 円 
  

純支払利子の計算(①－②) 
③ 

兆 十億 百万 千 円 
  

第六号様式別表五の四(入力用)(用紙日本産業規格A4・ローズ色)(第五条関係) 

  

 

1 

整 理 番 号 事務所 
区
分 

管 理 番 号 申告区分 
 

 

24     A     

  法人番号         37 

  申告年月日   25  44 

事業年度 

50 

          49 

 

55 
38   43       

56              69   

予備 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           12 
  

B 
    

01           
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  02           

03             

第6号様式別表5の4記載要領 

 1 この明細書は、法第72条の2第1項第1号イ若しくは第3号イに掲げる法人又は同項第4

号に掲げる事業を行う法人が、法第72条の16又は地方税法等の一部を改正する法律(令

和2年法律第5号)附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の法第72条の16に規定する

純支払利子の内訳について記載し、事務所又は事業所所在地の道府県知事(2以上の道府

県に事務所又は事業所を有する法人にあっては、主たる事務所又は事業所所在地の道府

県知事)に、第6号様式別表5の2に併せて提出すること。 

 2 「法人番号」欄には、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号をいう。)を記載すること。 

 3  

「 

法第72条の2第1項 

第1号 
・ 

第3号 
・ 

第4号 

に掲げる事業 

」 

となっている箇所については、事 

  業の区分に応じ、「第1号」、「第3号」又は「第4号」のいずれかを○印で囲んで表示する

こと。 

 4 法第72条の2第1項第1号に掲げる事業、同項第3号に掲げる事業及び同項第4号に掲げ

る事業のうち2以上の事業を併せて行う法人にあっては、それぞれの事業に係る純支払

利子の計算の別を明らかにして記載し、それぞれの事業ごとに提出すること。 

 5 「純支払利子の計算(①－②) ③」の欄は、「計①」の欄の金額から「計②」の欄の

金額を控除した金額を記載すること。 
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第
六
号
様
式
別
表
五
の
五
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業

規
格
Ａ
４
・
ロ
ー
ズ
色
）
（
第
五
条
関
係
）

第六号様式別表五の五(提出用)(用紙日本産業規格A4・ローズ色)(第五条関係) 

   ※ 

処理

事項 

整 理 番 号 事務所 
区
分 

管 理 番 号 申告区分 

          

法 人 名   

法人番号           

 事 業

年 度 

令和   年   月   日から 

令和   年   月   日まで 
 

純支払賃借料に関する明細書  法第72条の2第1項 

第1号 
・ 

第3号 
・ 

第4号 

に掲げる事業 

 

支 払 賃 借 料 

  土 地 の 用 途 又 は
家屋の用途若しくは名称 

貸主の氏名又は名称 
契 約 期 間 期中の支払賃借料 備 考 

所 在 地 住所又は所在地 

      ・   ・    

  ・   ・    

円 
  

    

      ・   ・    

  ・   ・    
    

    

      ・   ・    

  ・   ・    
    

    

      ・   ・    

  ・   ・    
    

    

      ・   ・    

  ・   ・    
    

    

      ・   ・    

  ・   ・    
    

    

      ・   ・    

  ・   ・    
    

    

      ・   ・    

  ・   ・    
    

    

      ・   ・    

  ・   ・    
    

    

      ・   ・    

  ・   ・    
    

    

  計 
① 

兆 十億 百万 千 円 
  

受 取 賃 借 料 

  土 地 の 用 途 又 は
家屋の用途若しくは名称 

借主の氏名又は名称 
契 約 期 間 期中の受取賃借料 備 考 

所 在 地 住所又は所在地 

      ・   ・    

  ・   ・    

円 
  

    

      ・   ・    

  ・   ・    
    

    

      ・   ・    

  ・   ・    
    

    

      ・   ・    

  ・   ・    
    

    

      ・   ・    

  ・   ・    
    

    

      ・   ・    

  ・   ・    
    

    

      ・   ・    

  ・   ・    
    

    

      ・   ・    

  ・   ・    
    

    

      ・   ・    

  ・   ・    
    

    

      ・   ・    

  ・   ・    
    

    

  計 
② 

兆 十億 百万 千 円 
  

 純支払賃借料の計算(①－②) 
③ 

兆 十億 百万 千 円 
  

 
 

第六号様式別表五の五(入力用)(用紙日本産業規格A4・ローズ色)(第五条関係) 

  

 

1 

整 理 番 号 事務所 区
分 

管 理 番 号 申告区分 
 

 

24     A     

  法人番号         37 

  申告年月日   25  44 

事業年度 

50 

          49 

 

55 
38   43       

56              69   

予備 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       12 
  

B 
    

01           
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

02           

03             

第6号様式別表5の5記載要領 

 1 この明細書は、法第72条の2第1項第1号イ若しくは第3号イに掲げる法人又は同項第4

号に掲げる事業を行う法人が、法第72条の17又は地方税法等の一部を改正する法律(令

和2年法律第5号)附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の法第72条の17に規定する

純支払賃借料の内訳について記載し、事務所又は事業所所在地の道府県知事(2以上の道

府県に事務所又は事業所を有する法人にあっては、主たる事務所又は事業所所在地の道

府県知事)に、第6号様式別表5の2に併せて提出すること。 

 2 「法人番号」欄には、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号をいう。)を記載すること。 

 3  

「 

法第72条の2第1項 

第1号 
・ 

第3号 
・ 

第4号 

に掲げる事業 

」 

となっている箇所については、事 

  業の区分に応じ、「第1号」、「第3号」又は「第4号」のいずれかを○印で囲んで表示する

こと。 

 4 法第72条の2第1項第1号に掲げる事業、同項第3号に掲げる事業及び同項第4号に掲げ

る事業のうち2以上の事業を併せて行う法人にあっては、それぞれの事業に係る純支払

賃借料の計算の別を明らかにして記載し、それぞれの事業ごとに提出すること。 

 5 「純支払賃借料の計算(①－②) ③」の欄は、「計①」の欄の金額から「計②」の欄

の金額を控除した金額を記載すること。 

第
六
号
様
式
別
表
五
の
六
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）

（
第
五
条
関
係
）

第六号様式別表五の六(用紙日本産業規格A4)(第五条関係) 

 

国 内 新 規 雇 用 者 に 対 す る 給 与 等 の 支 給 額 が

増加した場合の付加価値額の控除に関する明細書 事業

年度 

・    ・ 

・    ・ 

法
人
名 

  

法第72条の2第1項 
第1号 
・ 

第3号 
に掲げる事業 

 

新 規 雇 用 者 給 与 等 支 給 増 加 割 合 の 計 算 

新 規 雇 用 者 給 与 等 支 給 額 
(⑫の1)－(⑫の2)＋(⑫の3) 

① 
円 新 規 雇 用 者 給 与 等 支 給 増 加 額 

①－② 
(マイナスの場合は0) 

③ 
円 

新 規 雇 用 者 比 較 給 与 等 支 給 額 
⑲ 

②   
新規雇用者給与等支給増加割合 

③／② 
(②＝0の場合は0) 

④   

控 除 対 象 新 規 雇 用 者 給 与 等 支 給 額 の 計 算 

国内新規雇用者に対する給与等の支給額 
(⑪の1)－(⑪の2) 

(マイナスの場合は0) 
⑤ 

円 調 整 雇 用 者 給 与 等 支 給 増 加 額 
⑥－⑦ 

(マイナスの場合は0) 
⑧ 

円 

調 整 雇 用 者 給 与 等 支 給 額 
(⑩の1)－(⑩の2) 

(マイナスの場合は0) 
⑥   

控除対象新規雇用者給与等支給額 
⑤と⑧のうち少ない金額 

⑨   

調 整 比 較 雇 用 者 給 与 等 支 給 額 
⑱ 

⑦     

国 内 新 規 雇 用 者 に 対 す る 給 与 等 の 支 給 額 、 調 整 雇 用 者 給 与 等 支 給 額 及 び 新 規 雇 用 者 給 与 等 支 給 額 の 明 細 

  
給 与 等 の 支 給 額 

1の給与等に充てるため他
の者から支払を受ける金額 

2のうち雇用安定助成金額 

1 2 3 

国内雇用者に対する給与等の支給額 ⑩ 
円 円 

  

同上のうち国内新規雇用者に係る金額 ⑪       

同上のうち一般被保険者に係る金額 ⑫     
円 

調 整 比 較 雇 用 者 給 与 等 支 給 額 及 び 新 規 雇 用 者 比 較 給 与 等 支 給 額 の 計 算  

前 事 業 年 度 又 は 前 連 結 事 業 年 度 ⑬ 
・  ・ 

・  ・  
⑭ ────── 

  
給 与 等 の 支 給 額 

1の給与等に充てるため他

の者から支払を受ける金額 
2のうち雇用安定助成金額 

1 2 3 

国内雇用者に対する給与等の支給額 ⑮ 
円 円 

  

同上のうち国内新規雇用者に係る金額 ⑯       

同上のうち一般被保険者に係る金額 ⑰     
円 

調 整 比 較 雇 用 者 給 与 等 支 給 額 
((⑮の1)－(⑮の2))×⑭ 
(マイナスの場合は0) 

⑱ 
円 新 規 雇 用 者 比 較 給 与 等 支 給 額 

((⑰の1)－(⑰の2)＋(⑰の3))×⑭ 
(マイナスの場合は0) 

⑲   

労 働 者 派 遣 等 を し た 法 人 の 計 算 

報 酬 給 与 額 

別表5の3⑫ 
⑳ 

円 
と( ×75％)のうち少ない金額  

円 

派遣労働者等に支払う報酬給与額

の合計         別表5の3⑨  
  控 除 対 象 額 

⑨×⑳／(⑳＋ )  
  

派 遣 先 か ら 支 払 を 受 け る 金 額

の 合 計        別表5の3⑩  
  

  

事業税を課されない事業等、所得等課税事業又は収入金額等課税事業のうち複数の事業を併せて行う法人の計算 

⑥のうち所得等課税事業に係る額

又 は ⑥ × ／   
円 国 内 に お け る 所 得 等 課 税

事 業 に 係 る 期 末 の 従 業 者 数  
人 

⑥ の う ち 収 入 金 額 等 課 税 事 業 に

係 る 額 又 は ⑥ × ／   
  国 内 に お け る 収 入 金 額 等 課 税

事 業 に 係 る 期 末 の 従 業 者 数  
  

控 除 対 象 額   ⑨× ／⑥、

× ／⑥、⑨× ／⑥又は × ／⑥ 
 

  国 内 に お け る 事 務 所 又 は

事 業 所 の 期 末 の 従 業 者 数  
  

付 加 価 値 額 か ら 控 除 す る 額 の 計 算 

報 酬 給 与 額 

別表5の2①  
円 雇 用 安 定 控 除 調 整 率 

( － )／   ────── 

雇 用 安 定 控 除 額 

別表5の2⑨    
付 加 価 値 額 か ら の 控 除 額 

⑨× 、 × 又は ×   
円 
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第6号様式別表5の6記載要領 

 1 この明細書は、法第72条の2第1項第1号イ若しくは第3号イに掲げる法人又は同項第4

号に掲げる事業を行う法人が、地方税法等の一部を改正する法律(令和4年法律第1号)第

1条及び第5条の規定による改正前の法附則第9条第13項(同条第14項及び第15項の規定

により読み替えて適用する場合を含む。以下この記載要領において同じ。)又は地方税

法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)附則第1条第5号に掲げる規定による改

正前の法(以下この記載要領において「令和2年旧法」という。)附則第9条第14項(同条

第15項及び第16項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この記載要領にお

いて同じ。)の規定による控除を受ける場合(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

の間に開始した各事業年度においてこれらの規定の適用を受ける場合及び令和4年4月1

日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度において令和2年旧法附則第9条

第14項の規定の適用を受ける場合に限る。)に記載し、事務所又は事業所所在地の道府

県知事に、第6号様式別表5の2に併せて提出すること。 

 2  
「 

法第72条の2第1項 
第1号 
・ 

第3号 
に掲げる事業 

」 
となっている箇所については、事 

  業の区分に応じ、「第1号」と「第3号」のいずれかを〇印で囲んで表示すること。 

 3 法第72条の2第1項第1号に掲げる事業、同項第3号に掲げる事業及び同項第4号に掲げ

る事業のうち2以上の事業を併せて行う法人にあっては、それぞれの事業に係る「報酬

給与額⑳」から「付加価値額からの控除額 」までの各欄の金額について、計算の別を

明らかにして記載し、それぞれの事業ごとに提出すること。 

 4 「前事業年度又は前連結事業年度⑬」の月数が6月に満たない場合であって、当該月

数が所得税法等の一部を改正する法律(令和4年法律第4号)第11条及び第12条の規定に

よる改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「令和4年旧措置法」という。)

第42条の12の5第3項第4号又は所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号。以

下この記載要領において「令和2年所得税法等改正法」という。)第16条の規定による改

正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「令和2年旧措置法」という。)第68

条の15の6第3項第3号に規定する適用年度の月数に満たないときは、次に掲げる各欄の

記載に当たっては、それぞれ次に定めるところによること。 

  (1) 「国内雇用者に対する給与等の支給額⑮」から「同上のうち一般被保険者に係る

金額⑰」までの各欄 連結申告法人(令和2年所得税法等改正法第3条の規定(令和2

年所得税法等改正法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の

法人税法第2条第16号に規定する連結申告法人をいう。以下この記載要領において

同じ。)以外の法人にあっては、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(令

和4年政令第148号)第1条及び第2条の規定による改正前の租税特別措置法施行令

(以下この記載要領において「令和4年旧措置法施行令」という。)第27条の12の5第

6項第2号イに規定する前一年事業年度等(同号イの前事業年度を除く。)の損金の額

に算入される令和4年旧措置法第42条の12の5第3項第3号に規定する給与等の支給

額、同項第4号に規定する他の者から支払を受ける金額若しくは同号イに規定する

雇用安定助成金額又は令和4年旧措置法施行令第27条の12の5第5項第2号イに規定

する連結事業年度等(同号イの連結事業年度を除く。)の損金の額に算入される令和

4年旧措置法第42条の12の5第3項第3号に規定する給与等の支給額、同項第4号に規

定する他の者から支払を受ける金額若しくは同号イに規定する雇用安定助成金額

を、各欄の上段に外書として記載すること。連結申告法人にあっては、法人税法施

行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第207号)第3条の規定による改正前の租

税特別措置法施行令(以下この記載要領において「令和2年旧措置法施行令」とい

う。)第39条の46の2第6項第2号イに規定する前一年連結事業年度等(同号イの前連

結事業年度を除く。)の損金の額に算入される令和2年旧措置法第68条の15の6第3項

第2号に規定する給与等の支給額、同項第3号に規定する他の者から支払を受ける金

額若しくは同号イに規定する雇用安定助成金額又は令和2年旧措置法施行令第39条

の46の2第5項第2号イに規定する事業年度等(同号イの事業年度を除く。)の損金の

額に算入される令和2年旧措置法第68条の15の6第3項第2号に規定する給与等の支

給額、同項第3号に規定する他の者から支払を受ける金額若しくは同号イに規定す

る雇用安定助成金額を、各欄の上段に外書として記載すること。 

  (2) 「
結事業年度の月数の前事業年度又は前連⑬

適用年度の月数
 ⑭」の欄 欄中「⑬の前事業年

度又は前連結事業年度の月数」とあるのは、連結申告法人以外の法人にあっては「前

一年事業年度等の月数の合計数又は連結事業年度等の月数の合計数」と、連結申告

法人にあっては「前一年連結事業年度等の月数の合計数又は事業年度等の月数の合

計数」として計算すること。 

  (3) 「調整比較雇用者給与等支給額⑱」の欄 欄中「(⑮の1)－(⑮の2)」とあるのは、

「((⑮の1)＋(⑮の1の外書))－((⑮の2)＋(⑮の2の外書))」として計算すること。 

  (4) 「新規雇用者比較給与等支給額⑲」の欄 欄中「(⑰の1)－(⑰の2)＋(⑰の3)」

とあるのは、「((⑰の1)＋(⑰の1の外書))－((⑰の2)＋(⑰の2の外書))＋((⑰の3)

＋(⑰の3の外書))」として計算すること。 

 5 令和4年旧措置法施行令第27条の12の5第7項若しくは第9項(これらの規定を同条第20

項において準用する場合を含む。)又は令和2年旧措置法施行令第39条の46の2第7項若し

くは第9項(これらの規定を同条第21項において準用する場合を含む。)の規定の適用を

受ける場合における「調整比較雇用者給与等支給額及び新規雇用者比較給与等支給額の

計算」の各欄の記載に当たっては、それぞれ次に定めるところによること。 

  (1) 「調整比較雇用者給与等支給額⑱」の欄 令和4年旧措置法施行令第27条の12の5

第21項(第2号に係る部分に限る。)又は令和2年旧措置法施行令第39条の46の2第22

項(第2号に係る部分に限る。)の規定により計算した令和4年旧措置法第42条の12の

5第3項第4号ロ又は令和2年旧措置法第68条の15の6第3項第3号ロに掲げる金額を同

欄に記載すること。 

  (2) 「新規雇用者比較給与等支給額⑲」の欄 令和4年旧措置法第42条の12の5第3項

第6号又は令和2年旧措置法第68条の15の6第3項第5号に規定する新規雇用者比較給

与等支給額を同欄に記載すること。 

 6 「⑥のうち所得等課税事業に係る額又は⑥× ／  」の欄は、「調整雇用者給与

等支給額⑥」のうち法第72条の2第1項第1号に掲げる事業(事業税を課されない事業を除

く。以下この記載要領において「所得等課税事業」という。)に係る額を記載すること。 

 7 「⑥のうち収入金額等課税事業に係る額又は⑥× ／  」の欄は、「調整雇用者

給与等支給額⑥」のうち法第72条の2第1項第3号に掲げる事業(以下この記載要領におい

て「収入金額等課税事業」という。)に係る額を記載すること。 

 8 次に掲げる場合に該当するときは、「国内における所得等課税事業に係る期末の従業

者数 」の欄には、当該事業年度に属する各月の末日現在における法の施行地内に有す

る事務所又は事業所の従業者のうち所得等課税事業に係る者の数を合計した数を当該

事業年度の月数で除して得た数(その数に1人に満たない端数を生じたときは、これを1

人とする。以下この記載要領において同じ。)を記載し、「国内における収入金額等課

税事業に係る期末の従業者数 」の欄には、当該事業年度に属する各月の末日現在にお

ける法の施行地内に有する事務所又は事業所の従業者のうち収入金額等課税事業に係

る者の数を合計した数を当該事業年度の月数で除して得た数(その数に1人に満たない

端数を生じたときは、これを1人とする。以下この記載要領において同じ。)を記載し、

「国内における事務所又は事業所の期末の従業者数 」の欄には、当該事業年度に属す

る各月の末日現在における法の施行地内に有する事務所又は事業所の従業者のうち所

得等課税事業に係る者の数を合計した数を当該事業年度の月数で除して得た数、当該事

業年度に属する各月の末日現在における法の施行地内に有する事務所又は事業所の従

業者のうち収入金額等課税事業に係る者の数を合計した数を当該事業年度の月数で除

して得た数及び当該事業年度に属する各月の末日現在における法の施行地内に有する

事務所又は事業所の従業者のうち事業税を課されない事業又は法第72条の2第1項第2号

に掲げる事業(以下この記載要領において「事業税を課されない事業等」という。)に係

る者の数を合計した数を当該事業年度の月数で除して得た数(その数に1人に満たない

端数を生じたときは、これを1人とする。)を合計した数を記載すること。 

  (1) 所得等課税事業又は収入金額等課税事業(以下この記載要領において「所得等課

税事業等」という。)を行う法人が事業年度の中途において事業税を課されない事

業等を開始した場合 

  (2) 事業税を課されない事業等を行う法人が事業年度の中途において所得等課税事

業等を開始した場合 

  (3) 所得等課税事業等と事業税を課されない事業等とを併せて行う法人が事業年度

の中途において所得等課税事業等又は事業税を課されない事業等を廃止した場合 

 9 法第72条の2第1項第4号に掲げる事業を行う連結申告法人が令和2年旧法附則第9条第

14項の規定の適用を受ける場合には、この明細書に所要の調整をして記載すること。 
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第六号様式別表五の六の三(用紙日本産業規格A4)(第五条関係) 

給 与 等 の 支 給 額 が 増 加 し た 場 合 の
付 加 価 値 額 の 控 除 に 関 す る 明 細 書 事業

年度 

・    ・ 

・    ・ 

法
人
名 

  
法第72条の2第1項 

第1号 
第3号 
第4号 

に掲げる事業 

 
期末現在の資本金の額又は出資金の額 ① 円 

適 用 可 否 ③   
期末現在の常時使用する従業員の数 ② 人 

継 続 雇 用 者 給 与 等 支 給 増 加 割 合 の 計 算 

継 続 雇 用 者 給 与 等 支 給 額 

( の1) 
④ 

円 継 続 雇 用 者 給 与 等 支 給 増 加 額 

④－⑤(マイナスの場合は0) 
⑥ 

円 

継 続 雇 用 者 比 較 給 与 等 支 給 額 

( の2)又は( の3) 
⑤   

継 続 雇 用 者 給 与 等 支 給 増 加 割 合 

⑥／⑤(⑤＝0の場合は0) 
⑦ 

  

控 除 対 象 雇 用 者 給 与 等 支 給 増 加 額 の 計 算 

雇 用 者 給 与 等 支 給 額 

⑱ 
⑧ 

円 調 整 雇 用 者 給 与 等 支 給 額 

⑲ 
⑪ 

円 

比 較 雇 用 者 給 与 等 支 給 額 

 
⑨ 

  調 整 比 較 雇 用 者 給 与 等 支 給 額 

 
⑫ 

  

雇 用 者 給 与 等 支 給 増 加 額 

⑧－⑨(マイナスの場合は0) 
⑩ 

  調 整 雇 用 者 給 与 等 支 給 増 加 額 

⑪－⑫(マイナスの場合は0) 
⑬ 

  

  
控除対象雇用者給与等支給増加額 

(⑩と⑬のうち少ない金額) 
⑭ 

  

雇 用 者 給 与 等 支 給 額 及 び 調 整 雇 用 者 給 与 等 支 給 額 の 計 算 

国内雇用者に対する

給 与 等 の 支 給 額 

⑮の給与等に充てるため他の

者から支払を受ける金額 
⑯のうち雇用安定助成金額 

雇 用 者 給 与 等 支 給 額 

⑮－⑯＋⑰(マイナスの場合は0) 

調 整 雇 用 者 給 与 等 支 給 額 

⑮－⑯(マイナスの場合は0) 

⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ 

円 円 円 円 円 

比 較 雇 用 者 給 与 等 支 給 額 及 び 調 整 比 較 雇 用 者 給 与 等 支 給 額 の 計 算 

前 事 業 年 度 又 は

前 連 結 事 業 年 度 

国 内 雇 用 者 に 対 す る

給 与 等 の 支 給 額 

の給与等に充てるため他

の者から支払を受ける金額 
のうち雇用安定助成金額  

⑳     

：    ： 円 円 円 ────────────── 

比 較 雇 用 者 給 与 等 支 給 額 

( － ＋ )× (マイナスの場合は0) 
 

円 

調 整 比 較 雇 用 者 給 与 等 支 給 額 

( － )× (マイナスの場合は0)  
  

継 続 雇 用 者 給 与 等 支 給 額 及 び 継 続 雇 用 者 比 較 給 与 等 支 給 額 の 計 算 

  

継続雇用者給与等支給額の計算 継 続 雇 用 者 比 較 給 与 等 支 給 額 の 計 算 

適 用 年 度 前 事 業 年 度 等 前一年事業年度特定期間等 

1 2 3 

事 業 年 度 等 又 は 連 結 事 業 年 度 等    ：    ： ：    ： 

継続雇用者に対する給与等の支給額  
円 円 円 

同 上 の 給 与 等 に 充 て る た め

他 の 者 か ら 支 払 を 受 け る 金 額        

同 上 の う ち 雇 用 安 定 助 成 金 額        

差 引 

－ ＋         

 

     ───────────── 

継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者

比較給与等支給額 又は( × )      
円 

労 働 者 派 遣 等 を し た 法 人 の 計 算 

報 酬 給 与 額 

別表5の3⑫ 
 

円 
と ( × 7 5％ )のうち少ない金額  円 

派遣労働者等に支払う報酬給与額

の合計         別表5の3⑨ 
 

  控 除 対 象 額 

⑭× ／( ＋ ) 
   

派 遣 先 か ら 支 払 を 受 け る 金 額

の 合 計         別表5の3⑩ 
 

  
  

事業税を課されない事業等、所得等課税事業、収入金額等課税事業及び特定ガス供給業のうち2以上の事業を併せて行う法人の計算 

⑪のうち所得等課税事業に係る額

又は⑪× ／  
 

円 国 内 に お け る 所 得 等 課 税

事 業 に 係 る 期 末 の 従 業 者 数 
 

人 

⑪ の う ち 収 入 金 額 等 課 税 事 業 に

係る額又は⑪× ／  
 

  国 内 に お け る 収 入 金 額 等 課 税

事 業 に 係 る 期 末 の 従 業 者 数 
 

  

⑪のうち特定ガス供給業に係る額

又は⑪× ／  
 

  国 内 に お け る 特 定 ガ ス 供 給

業 に 係 る 期 末 の 従 業 者 数 
 

  

控除対象額 ⑭× ／⑪、 × ／⑪、⑭×

／⑪、 × ／⑪、⑭× ／⑪又は × ／⑪ 
 

  国 内 に お け る 事 務 所 又 は

事 業 所 の 期 末 の 従 業 者 数 
 

  

付 加 価 値 額 か ら 控 除 す る 額 の 計 算 

報 酬 給 与 額 

別表5の2① 
 

円 雇 用 安 定 控 除 調 整 率 

( － )／  
 ────────── 

雇 用 安 定 控 除 額 

別表5の2⑨ 
 

  付 加 価 値 額 か ら の 控 除 額 

⑭× 、 × 又は ×  
 

円 

 

・ 

 
・ 
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第6号様式別表5の6の3記載要領 

 1 この明細書は、法第72条の2第1項第1号イ若しくは第3号イに掲げる法人又は同項第4

号に掲げる事業を行う法人が、法附則第9条第13項(同条第14項及び第15項の規定によ

り読み替えて適用する場合を含む。以下この記載要領において同じ。)又は地方税法等

の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)附則第1条第5号に掲げる規定による改正前

の法附則第9条第13項(同条第15項及び第16項の規定により読み替えて適用する場合を

含む。以下この記載要領において同じ。)の規定による控除を受ける場合(令和4年4月1

日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度においてこれらの規定の適用を

受ける場合に限る。)に記載し、事務所又は事業所所在地の道府県知事に、第6号様式

別表5の2に併せて提出すること。 

 2  
「 

法第72条の2第1項 
第1号 
第3号 
第4号 

に掲げる事業 
」 

となっている箇所については、事 

  業の区分に応じ、「第1号」、「第3号」又は「第4号」のいずれかを○印で囲んで表示

すること。 

 3 法第72条の2第1項第1号に掲げる事業、同項第3号に掲げる事業及び同項第4号に掲げ

る事業のうち2以上の事業を併せて行う法人にあっては、それぞれの事業に係る「報酬

給与額 」から「付加価値額からの控除額 」までの各欄の金額等について、計算の別

を明らかにして記載し、それぞれの事業ごとに提出すること。 

 4 「適用可否③」の欄は、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合に「可」と記載す

ること。 

  (1) 「期末現在の資本金の額又は出資金の額①」の欄の金額が10億円以上であり、か

つ、「期末現在の常時使用する従業員の数②」の数が1,000人以上である場合で、政

令附則第6条の2第4項に規定する事項を公表している場合(同条第5項に規定する書

類の写しの添付がある場合に該当する場合に限る。) 

  (2) 「期末現在の資本金の額又は出資金の額①」の欄の金額が10億円未満であり、又

は「期末現在の常時使用する従業員の数②」の数が1,000人未満である場合 

 5 「前事業年度又は前連結事業年度⑳」の月数が6月に満たない場合であって、当該月

数が適用年度(租税特別措置法第42条の12の5第3項第4号に規定する適用年度をいう。

以下この記載要領において同じ。)の月数に満たないときは、次に掲げる各欄の記載に

当たっては、それぞれ次に定めるところによること。 

  (1) 「国内雇用者に対する給与等の支給額 」から「 のうち雇用安定助成金額 」

までの各欄 租税特別措置法施行令第27条の12の5第18項第2号イに規定する前一年

事業年度(同号イの前事業年度を除く。)又は法人税法施行令等の一部を改正する政

令(令和2年政令第207号)附則第45条の2第3項第2号イに規定する連結事業年度等(同

号イの連結事業年度を除く。)の損金の額に算入される給与等(租税特別措置法第42

条の12の5第3項第3号に規定する給与等をいう。以下この記載要領において同じ。)

の支給額、その給与等に充てるため租税特別措置法第42条の12の5第1項第2号に規定

する他の者から支払を受ける金額又は同条第3項第6号イに規定する雇用安定助成金

額を、各欄の上段にそれぞれ外書として記載すること。 

・ 

 ・ 

 

  (2) 「  」の欄 欄中「⑳の前事業年度

又は前連結事業年度の月数」とあるのは、「前一年事業年度等の月数の合計数又は

連結事業年度等の月数の合計数」として計算すること。 

  (3) 「比較雇用者給与等支給額 」の欄 欄中「 － ＋ 」とあるのは、「( ＋(

の外書))－( ＋( の外書))＋( ＋( の外書))」として計算すること。 

  (4) 「調整比較雇用者給与等支給額 」の欄 欄中「 － 」とあるのは、「( ＋(

の外書))－( ＋( の外書))」として計算すること。 

 6 租税特別措置法施行令第27条の12の5第19項又は第20項の規定によりみなされた同条

第12項又は第14項の規定の適用を受ける場合における「比較雇用者給与等支給額及び

調整比較雇用者給与等支給額の計算」の各欄の記載に当たっては、次によること。 

  (1) 「比較雇用者給与等支給額 」の欄 租税特別措置法第42条の12の5第3項第10号

に規定する比較雇用者給与等支給額を記載すること。 

  (2) 「調整比較雇用者給与等支給額 」の欄 租税特別措置法施行令第27条の12の5

第21項(第2号に係る部分に限る。)の規定により計算した租税特別措置法第42条の12

の5第3項第6号ロに掲げる金額を記載すること。 

 7 「継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額の計算」の各欄の記載に

当たっては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるところによること。 

  (1) 当該適用年度の月数と、「事業年度等又は連結事業年度等 」の「前事業年度等2」

の月数とが同じ場合 「事業年度等又は連結事業年度等 」から「継続雇用者給与等

支給額及び継続雇用者比較給与等支給額 」までの「前一年事業年度特定期間等3」

の各欄は、記載しないこと。 

  (2) 「事業年度等又は連結事業年度等 」の「前事業年度等2」の月数が当該適用年度

の月数に満たない場合 「継続雇用者に対する給与等の支給額 」から「継続雇用者

給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額 」までの「前事業年度等2」の各欄

は、記載しないこと。 

  (3) 「事業年度等又は連結事業年度等 」の「前事業年度等2」の月数が当該適用年度

の月数を超える場合 「事業年度等又は連結事業年度等 」から「継続雇用者給与等

支給額及び継続雇用者比較給与等支給額 」までの「前一年事業年度特定期間等3」

の各欄は記載せず、「継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額 」

の「前事業年度等2」の欄には「差引 」の「前事業年度等2」の欄の金額のうち租税

特別措置法施行令第27条の12の5第7項第2号ロに規定する前事業年度特定期間に対

応する金額を記載すること。 

 8 「継続雇用者に対する給与等の支給額 」の欄は、損金の額に算入される租税特別措

置法第42条の12の5第3項第4号に規定する継続雇用者に対する給与等の支給額を記載

すること。 

 9 「⑪のうち所得等課税事業に係る額又は⑪× ／  」の欄は、「調整雇用者給与

等支給額⑪」のうち法第72条の2第1項第1号に掲げる事業(事業税を課されない事業を

除く。以下この記載要領において「所得等課税事業」という。)に係る額を記載するこ

と。 

 10 「⑪のうち収入金額等課税事業に係る額又は⑪× ／  」の欄は、「調整雇用者

給与等支給額⑪」のうち法第72条の2第1項第3号に掲げる事業(以下この記載要領にお

いて「収入金額等課税事業」という。)に係る額を記載すること。 

 11 「⑪のうち特定ガス供給業に係る額又は⑪× ／  」の欄は、「調整雇用者給与

等支給額⑪」のうち法第72条の2第1項第4号に掲げる事業(以下この記載要領において

「特定ガス供給業」という。)に係る額を記載すること。 

 12 次に掲げる場合に該当するときは、「国内における所得等課税事業に係る期末の従

業者数 」の欄には、当該事業年度に属する各月の末日現在における法の施行地内に有

する事務所又は事業所の従業者のうち所得等課税事業に係る者の数を合計した数を当

該事業年度の月数で除して得た数(その数に1人に満たない端数を生じたときは、これ

を1人とする。以下この記載要領において同じ。)を記載し、「国内における収入金額

等課税事業に係る期末の従業者数 」の欄には、当該事業年度に属する各月の末日現在

における法の施行地内に有する事務所又は事業所の従業者のうち収入金額等課税事業

に係る者の数を合計した数を当該事業年度の月数で除して得た数(その数に1人に満た

ない端数を生じたときは、これを1人とする。以下この記載要領において同じ。)を記

載し、「国内における特定ガス供給業に係る期末の従業者数 」の欄には、当該事業年

度に属する各月の末日現在における法の施行地内に有する事務所又は事業所の従業者

のうち特定ガス供給業に係る者の数を合計した数を当該事業年度の月数で除して得た

数(その数に1人に満たない端数を生じたときは、これを1人とする。以下この記載要領

において同じ。)を記載し、「国内における事務所又は事業所の期末の従業者数 」の

欄には、当該事業年度に属する各月の末日現在における法の施行地内に有する事務所

又は事業所の従業者のうち所得等課税事業に係る者の数を合計した数を当該事業年度

の月数で除して得た数、当該事業年度に属する各月の末日現在における法の施行地内

に有する事務所又は事業所の従業者のうち収入金額等課税事業に係る者の数を合計し

た数を当該事業年度の月数で除して得た数、当該事業年度に属する各月の末日現在に

おける法の施行地内に有する事務所又は事業所の従業者のうち特定ガス供給業に係る

者の数を合計した数を当該事業年度の月数で除して得た数及び当該事業年度に属する

各月の末日現在における法の施行地内に有する事務所又は事業所の従業者のうち事業

税を課されない事業又は法第72条の2第1項第2号に掲げる事業(以下この記載要領にお

いて「事業税を課されない事業等」という。)に係る者の数を合計した数を当該事業年

度の月数で除して得た数(その数に1人に満たない端数を生じたときは、これを1人とす

る。)を合計した数を記載すること。 

  (1) 所得等課税事業、収入金額等課税事業又は特定ガス供給業(以下この記載要領に

おいて「所得等課税事業等」という。)を行う法人が事業年度の中途において事業税

を課されない事業等を開始した場合 

  (2) 事業税を課されない事業等を行う法人が事業年度の中途において所得等課税事

業等を開始した場合 

  (3) 所得等課税事業等と事業税を課されない事業等とを併せて行う法人が事業年度

の中途において所得等課税事業等又は事業税を課されない事業等を廃止した場合 

第
六
号
様
式
別
表
五
の
七
　
削
除

第
六
号
様
式
別
表
六
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第

五
条
関
係
）

第六号様式別表六(用紙日本産業規格A4)(第五条関係) 

収 入 金 額 に 関 す る 計 算 書 

事業

年度 

・    ・ 

・    ・ 

法
人
名 

  

法第72条の2第1項 

第2号 

第3号 

第4号 

に掲げる事業 

法
第
七
十
二
条
の
二
十
四
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
収
入
金
額 

摘 要 金 額 

収

入

金

額

の

総

額 

  円 

    

    

    

    

    

    

計             ① 
  

控

除

さ

れ

る

金

額 

    

    

    

    

    

計             ② 
  

差 引 計     ①－②     ③ 
  

法 附 則 第 9 条 第 8 項 の 規 定 に よ る 控 除 額  ④ 
  

法 附 則 第 9 条 第 10 項 の 規 定 に よ る 控 除 額  ⑤ 
  

法附則第9条第18項又は令和2年旧法附則第9条第19項の規定による控除額  ⑥ 
  

法附則第9条第19項又は令和2年旧法附則第9条第20項の規定による控除額  ⑦ 
  

法附則第9条第20項又は令和2年旧法附則第9条第21項の規定による控除額  ⑧ 
  

法附則第9条第21項又は令和2年旧法附則第9条第22項の規定による控除額  ⑨ 
  

法附則第9条第22項又は令和2年旧法附則第9条第23項の規定による控除額  ⑩ 
  

計     ③－④－⑤－⑥－⑦－⑧－⑨－⑩  ⑪ 
  

 

・ 

・ 
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第6号様式別表6記載要領 

 1 この計算書は、電気供給業又はガス供給業を行う法人が課税標準となる収入金額の計

算を行う場合に記載し、第6号様式、第6号様式(その2)又は第6号様式(その3)の申告書

に添付すること。この場合において、法第72条の2第1項第2号に掲げる事業のうち電気

供給業とガス供給業とを併せて行う法人は、それぞれの事業ごとに記載すること。 

 2  

「 

法第72条の2第1項 

第2号 
・ 

第3号 
・ 

第4号 

に掲げる事業 

」 

となっている箇所については、事 

  業の区分に応じ、「第2号」、「第3号」又は「第4号」のいずれかを○印で囲んで表示する

こと。 

 3 法第72条の2第1項第2号に掲げる事業(電気供給業及びガス供給業に限る。)、同項第

3号に掲げる事業及び同項第4号に掲げる事業のうち2以上の事業を併せて行う法人に

あっては、それぞれの事業に係る収入金額の計算の別を明らかにして記載し、それぞれ

の事業ごとに提出すること。 

第
六
号
様
式
別
表
七
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第

五
条
関
係
）

第六号様式別表七(用紙日本産業規格A4)(第五条関係) 

収入金額に関する計算書 
事 業

年 度 

・    ・ 

・    ・ 
法人名 

 

の

計

算 

課

税

標

準 
保 険 の 種 類 収 入 金 額 率 課 税 標 準 

個 人 保 険 ① 
円 

100

24
 

円 

貯 蓄 保 険 ② 
 

100

7
 

 

団 体 保 険 ③ 
 

100

16
 

 

団 体 年 金 保 険 ④ 
 

100

5
 

 

合 計    ①＋②＋③＋④       ⑤ 
  

収 入 金 額 に 関 す る 明 細 書 

摘 要 収 入 保 険 料 ⑥ 
再 保 険 料 又 は

控 除 給 付 金 ⑦ 

法 附 則 第 9 条

第 9 項 の 控 除

収 入 保 険 料 ⑧ 

差 引 収 入 保 険 料

⑥－⑦－⑧    ⑨ 

個
人
保
険 

 円 円 円 円 

     

     

計     

貯

蓄

保

険 

     

     

計     

団

体

保

険 

     

     

     

計     

団
体
年
金
保
険 

     

     

     

計     

合 計     

第6号様式別表7記載要領 

  この計算書は、生命保険会社又は外国生命保険会社等が課税標準となる収入金額の計算を行う場合に記載し、第6号様式、第6号様式(その

2)又は第6号様式(その3)の申告書に添付すること。 
 

第
六
号
様
式
別
表
八
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第

五
条
関
係
）

第六号様式別表八(用紙日本産業規格A4)(第五条関係) 

収入金額に関する計算書 
事 業

年 度 

・    ・ 

・    ・ 
法人名 

  

1．損害保険会社又は外国損害保険会社等の収入金額に関する計算 

課

税

標

準

の

計

算 

保険の種類 収 入 金 額 率 課 税 標 準 

船 舶 保 険 ① 
円 

100

25
 

円 

運 送 及 び 貨 物 保 険 ② 
  

100

45
 

  

自 動 車 損 害 賠 償 責 任 保 険 ③ 
  

100

10
 

  

地 震 保 険 ④ 
  

100

20
 

  

火 災 保 険 ⑤ 
  

100

40
 

  

上 記 以 外 の 損 害 保 険 ⑥ 
  

100

40
 

  

合 計  ①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥   ⑦ 
    

収 入 金 額 に 関 す る 明 細 書 

保険の種類 

  収入保険料及び

再保険返戻金の

合計額   ⑧  

  支払再保険料及

び解約返戻金の

合計額   ⑨  

正味収入保険料 

⑧－⑨   ⑩ 

船 舶 保 険 ⑪ 円 円 円 

運 送 保 険         

貨 物 保 険         

小 計 ⑫       

自 動 車 損 害 賠 償 責 任 保 険 ⑬       

地 震 保 険 ⑭       

火 災 保 険 ⑮       

上
記
以
外
の
損
害
保
険 

        

        

        

        

そ の 他 の 保 険         

小 計 ⑯       

合 計       

2．少額短期保険業者の収入金額に関する計算 

課
税
標
準
の
計
算 

保険の種類 収 入 金 額 率 課 税 標 準 

保 険 業 法 第 3 条 第 4 項 第 1 号

及び第2号に掲げる保険 
⑰ 

円 

100

16
 

円 

保 険 業 法 第 3 条 第 5 項 第 1 号

に掲げる保険 
⑱ 

  

100

26
 

  

    合 計      ⑰＋⑱ ⑲ 
    

収 入 金 額 に 関 す る 明 細 書 

保険の種類 

  収入保険料及び

再保険返戻金の

合計額   ⑳  

  支払再保険料及

び解約返戻金の

合計額      

   正味収入保険料

⑳－     

保 険 業 法 第 3 条 第 4 項 第 1 号

及び第2号に掲げる保険 

円 円 円 

保 険 業 法 第 3 条 第 5 項 第 1 号

に掲げる保険 

      

合 計       

3．株式会社日本貿易保険の収入金額に関する計算 

課税標準の計算  

収 入 金 額 率 課 税 標 準 

円 

100

15
 

円 

収 入 金 額 に 関 す る 明 細 書 

    収入保険料及び再保険返戻金

の合計額         

   支払再保険料及び解約返戻金

の合計額         

正味収入保険料 

－     

円 円 円 
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第6号様式別表8記載要領 

  この計算書は、損害保険会社若しくは外国損害保険会社等、少額短期保険業者又は株

式会社日本貿易保険が課税標準となる収入金額の計算を行う場合に記載し、第6号様式、

第6号様式(その2)又は第6号様式(その3)の申告書に添付すること。 

第
六
号
様
式
別
表
九
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第

五
条
関
係
）

第六号様式別表九(用紙日本産業規格A4)(第五条関係) 

欠 損 金 額 等 及 び 災 害 損 失 金 の 
事業

年度 

・    ・ 

・    ・ 

法
人
名 

  

控 除 明 細 書 
法第72条の2第1項 

第1号 
・ 

第3号 
に掲げる事業 

控 除 前 所 得 金 額 

第6号様式 －(別表10⑨又

は ) 

① 

円 損 金 算 入 限 度 額 

100

又は10050
×①  

② 

円 

事 業 年 度 区 分 
控除未済欠損金額等又は

控除未済災害損失金③ 

当 期 控 除 額 ④ 

(当該事業年度の③と(②－

当該事業年度前の④の合計

額)のうち少ない金額) 

翌 期 繰 越 額 ⑤ 

((③－④)又は別表11⑰) 

・   ・ 

・   ・ 
欠損金額等・災害損失金 

円 円   

・   ・ 

・   ・ 
欠損金額等・災害損失金 

    円 

・   ・ 

・   ・ 
欠損金額等・災害損失金 

      

・   ・ 

・   ・ 
欠損金額等・災害損失金 

      

・   ・ 

・   ・ 
欠損金額等・災害損失金 

      

・   ・ 

・   ・ 
欠損金額等・災害損失金 

      

・   ・ 

・   ・ 
欠損金額等・災害損失金 

      

・   ・ 

・   ・ 
欠損金額等・災害損失金 

      

・   ・ 

・   ・ 
欠損金額等・災害損失金 

      

・   ・ 

・   ・ 
欠損金額等・災害損失金 

      

計 
      

当

期

分 

欠 損 金 額 等 ・ 災 害 損 失 金 
      

同
上
の
う
ち 

災 害 損 失 金 
    円 

青 色 欠 損 金 
      

合 計 
      

災 害 に よ り 生 じ た 損 失 の 額 の 計 算 

災 害 の 種 類 
  

災 害 の や ん だ 日 又 は

やむを得ない事情のやんだ日 
・    ・ 

当 期 の 欠 損 金 額 ⑥ 
円 

差引災害により生じ

た損失の額 (⑦－⑧ ) 
⑨ 

円 

災害により生じた損

失の額 
⑦ 

  繰越控除の対象とな

る損失の額 (⑥と⑨

の う ち 少 な い 金額 ) 

⑩ 

  

保険金又は損害賠償

金等の額 
⑧ 

    

 

第6号様式別表9記載要領 

1 この明細書は、欠損金額若しくは個別欠損金額(地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5

号)附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の法(以下この記載要領において「令和2年旧法」とい

う。)第72条の23第4項に規定する個別欠損金額をいう。)について次に掲げる規定の適用を受けよう

とする法人が記載し、第6号様式、第6号様式(その2)又は第6号様式(その3)の申告書に添付すること。 

 (1) 法第72条の23第1項の規定によりその例によるものとされる法人税法第57条第1項又は政令第

21条第1項の規定 

 (2) 令和2年旧法第72条の23第1項若しくは第4項の規定によりその例によるものとされる地方税法

施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第264号)による改正前の政令(以下この記載要領にお

いて「令和2年旧政令」という。)第20条の3第1項若しくは第2項の規定による読替え後の所得税法

等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号。以下この記載要領において「令和2年所得税法等改

正法」という。)第3条の規定(令和2年所得税法等改正法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限

る。)による改正前の法人税法(以下この記載要領において「読替え後の令和2年旧法人税法」とい

う。)第57条第1項若しくは第58条第1項又は令和2年旧政令第21条第1項の規定 

 (3) 地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)附則第1条第9号の2に掲げる規定によ

る改正前の法第72条の23第1項若しくは第4項の規定によりその例によるものとされる地方税法施

行令等の一部を改正する政令(平成27年政令第161号)第1条の規定による改正前の政令(以下この

記載要領において「平成27年旧政令」という。)第20条の3第1項若しくは第2項の規定による読替

え後の所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)第2条の規定による改正前の法人税

法第57条第1項若しくは第58条第1項又は平成27年旧政令第21条第1項の規定 

2  
「 

法第72条の2第1項 
第1号 
・ 

第3号 
に掲げる事業 

」 
となっている箇所については、事業の区分に応 

 じ、「第1号」と「第3号」のいずれかを〇印で囲んで表示すること。 

3 法第72条の2第1項第1号に掲げる事業と同項第3号に掲げる事業とを併せて行う法人(同項第1号ロ

に掲げる法人に限る。)にあっては、それぞれの事業に係る欠損金額等又は災害損失金の計算の別を

明らかにして記載し、それぞれの事業ごとに提出すること。 

4 法人課税信託の受託者が当該法人課税信託について、第6号様式、第6号様式(その2)又は第6号様式

(その3)の申告書に添付する場合にあっては、「法人名」の欄には法人課税信託の名称を併記するこ

と。 

5 「控除前所得金額①」の欄は、第6号様式別表5を提出する法人にあっては、同欄中「第6号様式 」

とあるのは、「別表5 」と読み替えて計算した金額を記載すること。 

6 「損金算入限度額②」の欄は、中小法人等事業年度(法第72条の23第1項の規定によりその例による

ものとされる政令第20条の3の規定による読替え後の法人税法第57条第11項各号又は令和2年所得税

法等改正法第3条の規定(令和2年所得税法等改正法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)に

よる改正前の法人税法(以下この記載要領において「令和2年旧法人税法」という。)第57条第11項各

号若しくは第58条第6項各号に掲げる法人の法人税法第57条第11項各号又は令和2年旧法人税法第57

条第11項各号若しくは第58条第6項各号に定める各事業年度及び次に掲げる法人の各事業年度をい

う。)に該当しない事業年度にあっては「又は100」を抹消し、その他の事業年度にあっては「50又

は」を抹消すること。 

 (1) 租税特別措置法第66条の11の4第2項又は所得税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第3

号)第10条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「令和5年旧措置法」

という。)第66条の11の5第2項の規定の適用を受ける銀行等保有株式取得機構 

 (2) 租税特別措置法第67条の14第1項第1号に掲げる要件を満たす特定目的会社 

 (3) 租税特別措置法第67条の15第1項第1号に掲げる要件を満たす投資法人 

 (4) 租税特別措置法第68条の3の2第1項第1号又は令和2年所得税法等改正法第16条の規定による改

正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「令和2年旧措置法」という。)第68条の3の2

第1項第1号に掲げる要件を満たす租税特別措置法第68条の3の2第1項又は令和2年旧措置法第68

条の3の2第1項に規定する特定目的信託に係る受託法人(法人税法第4条の3又は令和2年旧法人税

法第4条の7に規定する受託法人をいう。(5)において同じ。) 

 (5) 租税特別措置法第68条の3の3第1項第1号又は令和2年旧措置法第68条の3の3第1項第1号に掲げ

る要件を満たす租税特別措置法第68条の3の3第1項又は令和2年旧措置法第68条の3の3第1項に規

定する特定投資信託に係る受託法人 

7 「控除未済欠損金額等又は控除未済災害損失金③」の欄の記載に当たっては、次によること。 

 (1) 当該事業年度が法第72条の23第1項の規定によりその例によるものとされる法人税法第57条第

2項若しくは第4項又は読替え後の令和2年旧法人税法第57条第2項若しくは第4項若しくは第58条

第2項の規定の適用を受ける事業年度である場合((2)に該当する場合を除く。)には、第6号様式

別表12の「調整後の控除未済欠損金額等③」の欄の金額を記載すること。 

 (2) 当該事業年度が法第72条の23第1項の規定によりその例によるものとされる法人税法第59条第

1項若しくは第2項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成

23年法律第29号。以下この記載要領において「震災特例法」という。)第17条第1項の規定により

読み替えて適用する場合を含む。)又は読替え後の令和2年旧法人税法第59条第1項若しくは第2項

(令和2年所得税法等改正法第23条の規定による改正前の震災特例法第17条第1項の規定により読

み替えて適用する場合を含み、読替え後の令和2年旧法人税法第59条第2項第3号に掲げる場合に

該当する場合に限る。)の規定の適用を受ける事業年度である場合には、第6号様式別表10の「差

引控除未済欠損金額等 」の欄の金額を記載すること。 

 (3) 当該事業年度(法人税法第80条第5項若しくは第144条の13第11項又は令和2年旧法人税法第80

条第5項に規定する中間期間を含む。)において生じた欠損金額につき法人税法第80条若しくは第

144条の13又は令和2年旧法人税法第80条の規定による法人税額の還付を受けているときは、当該

還付を受けるべき金額の計算の基礎となった欠損金額を含めた金額を記載すること。 

8 当該事業年度が法第72条の23第1項の規定によりその例によるものとされる地方税法施行令の一部

を改正する政令(令和5年政令第132号)による改正前の政令第20条の3の規定による読替え後の令和5

年旧措置法第66条の11の4第1項又は令和2年旧法第72条の23第1項若しくは第4項の規定によりその

例によるものとされる令和2年旧政令第20条の3第1項若しくは第2項の規定による読替え後の令和2

年旧措置法第66条の11の4第1項の規定の適用を受ける事業年度である場合における「当期控除額④

(当該事業年度の③と(②－当該事業年度前の④の合計額)のうち少ない金額)」の欄の記載に当たっ

ては、次によること。 

 (1) 「(②－当該事業年度前の④の合計額)」の金額が零に満たない場合には、当該金額を零として

計算すること。 

 (2) 令和5年旧措置法第66条の11の4第1項第1号又は令和2年旧措置法第66条の11の4第1項第1号に

規定する特例事業年度に該当する各事業年度ごとに第6号様式別表9の2の⑫の欄の金額を含めて

記載すること。 
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第
六
号
様
式
別
表
九
の
二
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）

（
第
五
条
関
係
）

第六号様式別表九の二(用紙日本産業規格A4)(第五条関係) 

認定事業適応法人の欠損金額等の控除の特例に
関する明細書 事業

年度 

・   ・ 

・   ・ 

法
人
名 

  
法第72条の2第1項 

第1号 
・ 

第3号 
に掲げる事業 

欠 損 控 除 前 所 得 金 額 
別表9の① 

① 

円 
所 得 限 度 額 

(別表9の①－②) 
② 

円 

投 資 額 残 額 の 計 算 

投 資 の 額 の 累 計 額 ③ 

円 
投 資 額 残 額 

③－④ 
⑤ 

円 

前 期 以 前 に 特 例 の 適 用 を
受 け た 金 額 の 累 計 額 

(前期以前の⑥の合計額) 
④   

当期に特例の適用を受けた金額 

(⑫の計) 
⑥   

超 過 控 除 対 象 額 の 計 算 

特例事業年度 

特 例 対 象 控 除
未済欠損金額等 
 

(別表9の③) 

特例の適用がない
場合の当期控除額 

(当該特例事業年度
の別表9の③と(別
表9の②－当該特例
事業年度前の別表9
の④の合計額)のう
ち少ない金額) 

(マイナスの場合は0) 

⑦ の う ち 超 過
控 除 可 能 額 
 

⑦－⑧ 
(マイナスの場合は0) 

投 資 額 残 額 
 
⑤－(当該特例事業
年度前の⑫) 

損 金 算 入
限 度 超 過 額 
 
②－(当該特例事業
年度前の⑫) 

超過控除対象額 
 
(⑨、⑩と⑪のう
ち少ない金額) 

⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ 

・ ・ 

・ ・ 

円 円 円 円 円 円 

・ ・ 

・ ・ 
            

計             

 

第6号様式別表9の2記載要領 

 1 この明細書は、法第72条の23第1項の規定によりその例によるものとされる地方税法

施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第132号)による改正前の政令第20条の3の規

定による読替え後の所得税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第3号)第10条の規

定による改正前の租税特別措置法第66条の11の4第1項又は地方税法等の一部を改正す

る法律(令和2年法律第5号)附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の法(以下この記

載要領において「令和2年旧法」という。)第72条の23第1項若しくは第4項の規定により

その例によるものとされる地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第264

号)による改正前の政令(以下この記載要領において「令和2年旧政令」という。)第20条

の3第1項若しくは第2項の規定による読替え後の所得税法等の一部を改正する法律(令

和2年法律第8号。以下この記載要領において「令和2年所得税法等改正法」という。)第

16条の規定による改正前の租税特別措置法第66条の11の4第1項の規定の適用を受ける

法人が記載し、第6号様式別表9に併せて提出すること。 

 2  
「 

法第72条の2第1項 
第1号 
・ 

第3号 
に掲げる事業 

」 
となっている箇所については、事 

  業の区分に応じ、「第1号」と「第3号」のいずれかを○印で囲んで表示すること。 

 3 法第72条の2第1項第1号に掲げる事業と同項第3号に掲げる事業とを併せて行う法人

(同項第1号ロに掲げる法人に限る。)にあっては、それぞれの事業に係る欠損金額等の

計算の別を明らかにして記載し、それぞれの事業ごとに提出すること。 

 4 「特例対象控除未済欠損金額等(別表9の③)⑦」の欄の記載に当たっては、次による

こと。 

  (1) 当該事業年度以前の事業年度において法第72条の23第1項の規定によりその例に

よるものとされる法人税法第57条第2項又は令和2年旧法第72条の23第1項若しくは

第4項の規定によりその例によるものとされる令和2年旧政令第20条の3第1項若し

くは第2項の規定による読替え後の令和2年所得税法等改正法第3条の規定(令和2年

所得税法等改正法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法

人税法(以下この記載要領において「令和2年旧法人税法」という。)第57条第2項の

規定の適用を受ける又は受けた場合には、第6号様式別表9の③の欄の金額からこれ

らの規定により欠損金額等とみなされた金額を控除した金額を記載すること。 

  (2) 法人税法第58条の規定の適用がある欠損金額及び令和2年旧法人税法第58条第1

項に規定する災害損失欠損金額は、記載しないこと。 

 5 租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和5年財務省令第19号)第1条の

規定による改正前の租税特別措置法施行規則第22条の12の2第2項に規定する適合証明

書の写しを添付すること。 

第
六
号
様
式
別
表
十
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第

五
条
関
係
）

第六号様式別表十(用紙日本産業規格A4)(第五条関係) 

更生欠損金額等及び民事再生等評価換えが行われる場合の 
事
業
年
度 

・    ・ 

・    ・ 

法
人
名 

  

再生等欠損金額等の控除明細書 

法第72条の2第1項 

第1号 
・ 

第3号 
・ 

第4号 

に掲げる事業 

更 生 欠 損 金 額 等 の 控 除 明 細 書 

債

務

免

除

等

に

よ

る

利

益

の

内

訳 

債務の免除を受けた金額 ① 
円 適用年度終了の時における前期以前の

事業年度から繰り越された欠損金額等 
⑧ 

円 

私財提供を受けた金銭の額 ② 
  

当期控除額(⑦と⑧のうち少ない金額) ⑨ 
  

私財提供を受けた金銭以外の資産

の価額 
③ 

  
欠損金額等( の計) ⑩ 

  

資産の評価益の総額 ④ 
  

差引欠損金額等(⑧－⑩) ⑪ 
  

資産の評価損の総額 ⑤ 
  欠損金額等からないものとする金額(⑨－

⑪)(マイナスの場合は0) 
⑫ 

  

純評価益の額(④－⑤) 

(マイナスの場合は0) 
⑥ 

  

  

計(①＋②＋③＋⑥) ⑦ 
  

民事再生等評価換えが行われる場合の再生等欠損金額等の控除明細書 

債

務

免

除

等

に

よ

る

利

益

の

内

訳 

債務の免除を受けた金額 ⑬ 
円 適用年度終了の時における前期以前の

事業年度から繰り越された欠損金額等 
⑲ 

円 

私財提供を受けた金銭の額 ⑭ 
  

⑲の金額を控除する前の所得 ⑳ 
  

私財提供を受けた金銭以外の資産

の価額 
⑮ 

  当期控除額(⑱、⑲と⑳のうち少ない金

額)  
  

資産の評価益の総額 ⑯ 
  

欠損金額等( の計)  
  

資産の評価損の総額 ⑰ 
  

差引欠損金額等(⑲－ )  
  

計(⑬＋⑭＋⑮＋⑯－⑰) ⑱ 
  欠損金額等からないものとする金額(

－ )(マイナスの場合は0)  
  

控 除 未 済 欠 損 金 額 等 の 調 整 

発生事業年度 
調整前の控除未済欠損金額等 

欠損金額等からないものとする金額 

(当該発生事業年度の と((⑫又

は )－当該発生事業年度前の

の合計額)のうち少ない金額) 

差引控除未済欠損金額等( － ) 

   

・   ・ 
・   ・ 

円 円 円 

・   ・ 
・   ・ 

      

・   ・ 
・   ・ 

      

・   ・ 
・   ・ 

      

・   ・ 
・   ・ 

      

・   ・ 
・   ・ 

      

・   ・ 
・   ・ 

      

・   ・ 
・   ・ 

      

・   ・ 
・   ・ 

      

・   ・ 
・   ・ 

      

計 
      

 

第6号様式別表10記載要領 

 1 「更生欠損金額等の控除明細書」の各欄は、欠損金額又は個別欠損金額(地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の法(以

下この記載要領において「令和2年旧法」という。)第72条の23第4項に規定する個別欠損金額をいう。以下この記載要領において同じ。)について、次に掲げる法人が記載し、(1)

に掲げる法人にあっては第6号様式、第6号様式(その2)又は第6号様式(その3)に添付し、(2)に掲げる法人にあっては第6号様式別表5の2に併せて提出すること。 

  (1) 法第72条の23第1項の規定によりその例によるものとされる法人税法第59条第1項又は令和2年旧法第72条の23第1項の規定によりその例によるものとされる地方税法施行令

の一部を改正する政令(令和2年政令第264号)による改正前の政令(以下この記載要領において「令和2年旧政令」という。)第20条の3第1項若しくは第2項の規定による読替え

後の所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号。以下この記載要領において「令和2年所得税法等改正法」という。)第3条の規定(令和2年所得税法等改正法附則第1

条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(2(1)及び5において「読替え後の令和2年旧法人税法」という。)第59条第1項の規定の適用を受けようとする法

人 

  (2) 法第72条の18第1項の規定によりその例によるものとされる法人税法第59条第1項又は令和2年旧法第72条の18第1項の規定によりその例によるものとされる令和2年旧政令

第20条の2の12の規定による読替え後の令和2年所得税法等改正法第3条の規定(令和2年所得税法等改正法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税

法(2(2)において「読替え後の令和2年旧法人税法」という。)第59条第1項の規定の適用を受けようとする法人 

 2 「民事再生等評価換えが行われる場合の再生等欠損金額等の控除明細書」の各欄は、欠損金額又は個別欠損金額について、次に掲げる法人が記載し、(1)に掲げる法人にあって

は第6号様式、第6号様式(その2)又は第6号様式(その3)に添付し、(2)に掲げる法人にあっては第6号様式別表5の2に併せて提出すること。 

  (1) 法第72条の23第1項の規定によりその例によるものとされる法人税法第59条第2項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29

号。以下この記載要領において「震災特例法」という。)第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は読替え後の令和2年旧法人税法第59条第2項(令和2年

所得税法等改正法第23条の規定による改正前の震災特例法(以下この記載要領において「令和2年旧震災特例法」という。)第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合

を含み、令和2年所得税法等改正法第3条の規定(令和2年所得税法等改正法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(以下この記載要領において

「令和2年旧法人税法」という。)第59条第2項第3号に掲げる場合に該当する場合に限る。)の規定の適用を受けようとする法人 

  (2) 法第72条の18第1項の規定によりその例によるものとされる法人税法第59条第2項(震災特例法第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は読替え後の令

和2年旧法人税法第59条第2項(令和2年旧震災特例法第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含み、令和2年旧法人税法第59条第2項第3号に掲げる場合に該当する

場合に限る。)の規定の適用を受けようとする法人 

 3  

「 

法第72条の2第1項 

第1号 
・ 

第3号 
・ 

第4号 

に掲げる事業 

」 

となっている箇所については、事業の区分に応じ、「第1号」、「第3号」又は「第4号」のいずれかを〇印で囲んで表示するこ 

  と。 

 4 法第72条の2第1項第1号に掲げる事業、同項第3号に掲げる事業及び同項第4号に掲げる事業のうち2以上の事業を併せて行う法人にあっては、それぞれの事業に係る欠損金額又

は個別欠損金額の計算の別を明らかにして記載し、それぞれの事業ごとに提出すること。 

 5 「調整前の控除未済欠損金額等 」の欄は、当該事業年度が法人税法第57条第2項若しくは第4項又は読替え後の令和2年旧法人税法第57条第2項若しくは第4項若しくは第58条

第2項の規定の適用を受ける事業年度である場合には、第6号様式別表12の「調整後の控除未済欠損金額等③」の欄の金額を記載すること。 

 6 法人税法施行規則第26条の6に規定する書類を添付すること。 
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格
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係
）

第六号様式別表十一(用紙日本産業規格A4)(第五条関係) 

民事再生等評価換えが行われる場合以外の再生等欠損金額等及び解散 
事
業
年
度 

・    ・ 

・    ・ 

法
人
名 

  

の場合の欠損金額等の控除明細書 
法第72条の2第1項 

第1号 
・ 

第3号 
・ 

第4号 

に掲げる事業 

債
務
免
除
等
に
よ
る
利
益
の
内
訳 

債務の免除を受けた金額 ① 
円 

所
得
金
額 

⑦の金額等を控除した後の所得 

(第6号様式 又は別表5 )－⑦ 
⑨ 

円 

私財提供を受けた金銭の額 ② 
  ⑦の金額を控除する前の所得 

(第6号様式 又は別表5 ) 
⑩ 

  

私財提供を受けた金銭以外

の資産の価額 
③ 

  
当
期
控
除
額 

④、⑧又は⑨のうち最も少ない金額 ⑪ 
  

計(①＋②＋③) ④ 
  ④、⑤－⑥又は⑩のうち最も少ない

金額 
⑫ 

  

欠
損
金
額
等
の
計
算 

適用年度終了の時における前期以前

の事業年度から繰り越された欠損金

額等 

⑤ 

  
調整前の欠損金額等の翌期繰越額 

(⑮の計) 
⑬ 

  

適用年度終了の時における資本金

等の額 

(プラスの場合は0) 

⑥ △ 
欠損金額等からないものとする金額 

(⑪と⑬のうち少ない金額) 
⑭ 

  

当期控除を受ける欠損金額等又は

災害損失金額(別表9④の計) 
⑦ 

    

差引欠損金額等(⑤－⑥－⑦) ⑧ 
  

欠 損 金 額 等 の 翌 期 繰 越 額 の 調 整 

発 生 事 業 年 度 

調整前の欠損金額等の翌期繰越額 

(第6号様式別表9③－④) 

欠損金額等からないものとする金額 

(当該発生事業年度の⑮と(⑭－当該

発生事業年度前の⑯の合計額)のう

ち少ない金額) 

差引欠損金額等の翌期繰越額 

(⑮－⑯) 

⑮ ⑯ ⑰ 

・   ・ 

・   ・ 

円 円 円 

・   ・ 

・   ・ 

      

・   ・ 

・   ・ 

      

・   ・ 

・   ・ 

      

・   ・ 

・   ・ 

      

・   ・ 

・   ・ 

      

・   ・ 

・   ・ 

      

・   ・ 

・   ・ 

      

・   ・ 

・   ・ 

      

・   ・ 

・   ・ 

      

計 
      

 

第6号様式別表11記載要領 

 1 この明細書は、欠損金額又は個別欠損金額(地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5

号)附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の法(以下この記載要領において「令和2年旧法」と

いう。)第72条の23第4項に規定する個別欠損金額をいう。以下この記載要領において同じ。)につ

いて、次に掲げる法人が記載し、(1)に掲げる法人にあっては第6号様式、第6号様式(その2)又は

第6号様式(その3)に添付し、(2)に掲げる法人にあっては第6号様式別表5の2に併せて提出するこ

と。 

  (1) 法第72条の23第1項の規定によりその例によるものとされる法人税法第59条第3項(東日本大

震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号。以下この

記載要領において「震災特例法」という。)第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合

を含む。)若しくは第4項又は令和2年旧法第72条の23第1項の規定によりその例によるものとさ

れる地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第264号)による改正前の政令(以下こ

の記載要領において「令和2年旧政令」という。)第20条の3第1項若しくは第2項の規定による

読替え後の所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号。以下この記載要領において

「令和2年所得税法等改正法」という。)第3条の規定(令和2年所得税法等改正法附則第1条第5

号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(以下この記載要領において「令和2

年旧法人税法」という。)第59条第2項(令和2年所得税法等改正法第23条の規定による改正前の

震災特例法(以下この記載要領において「令和2年旧震災特例法」という。)第17条第1項の規定

により読み替えて適用する場合を含み、令和2年旧法人税法第59条第2項第3号に掲げる場合に

該当する場合を除く。)若しくは第3項の規定の適用を受けようとする法人 

  (2) 法第72条の18第1項の規定によりその例によるものとされる法人税法第59条第3項(震災特例

法第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第4項又は令和2年旧法

第72条の18第1項の規定によりその例によるものとされる令和2年旧政令第20条の2の12の規定

による読替え後の令和2年旧法人税法第59条第2項(令和2年旧震災特例法第17条第1項の規定に

より読み替えて適用する場合を含み、令和2年旧法人税法第59条第2項第3号に掲げる場合に該

当する場合を除く。)若しくは第3項の規定の適用を受けようとする法人 

 2  

「 

法第72条の2第1項 

第1号 
・ 

第3号 
・ 

第4号 

に掲げる事業 

」 

となっている箇所については、事業の区分に 

  応じ、「第1号」、「第3号」又は「第4号」のいずれかを○印で囲んで表示すること。 

 3 法第72条の2第1項第1号に掲げる事業、同項第3号に掲げる事業及び同項第4号に掲げる事業のう

ち2以上の事業を併せて行う法人にあっては、それぞれの事業に係る欠損金額又は個別欠損金額の

計算の別を明らかにして記載し、それぞれの事業ごとに提出すること。 

 4 次に掲げる各欄は、それぞれに掲げる法人が記載すること。 

  (1) 「適用年度終了の時における資本金等の額⑥」の欄 法第72条の18第1項若しくは第72条の

23第1項の規定によりその例によるものとされる法人税法第59条第4項又は令和2年旧法第72条

の18第1項若しくは第72条の23第1項の規定によりその例によるものとされる令和2年旧政令第

20条の2の12若しくは第20条の3第1項若しくは第2項の規定による読替え後の令和2年旧法人税

法(以下この記載要領において「読替え後の令和2年旧法人税法」という。)第59条第3項の規定

の適用を受ける法人 

  (2) 「⑦の金額等を控除した後の所得⑨」及び「④、⑧又は⑨のうち最も少ない金額⑪」の各欄

 1(1)に掲げる法人 

  (3) 「⑦の金額を控除する前の所得⑩」及び「④、⑤－⑥又は⑩のうち最も少ない金額⑫」の各

欄 1(2)に掲げる法人 

 5 「④、⑧又は⑨のうち最も少ない金額⑪」及び「④、⑤－⑥又は⑩のうち最も少ない金額⑫」の

各欄は、法人が法第72条の18第1項若しくは第72条の23第1項の規定によりその例によるものとさ

れる法人税法第59条第4項又は読替え後の令和2年旧法人税法第59条第3項の規定の適用を受ける

場合は、「④、」を抹消すること。 

 6 ⑬から⑰までの各欄は、法人が法第72条の18第1項若しくは第72条の23第1項の規定によりその例

によるものとされる法人税法第59条第3項又は読替え後の令和2年旧法人税法第59条第2項の規定

の適用を受ける場合には、記載を要しない。 

 7 法人税法施行規則第26条の6に規定する書類を添付すること。 

第
六
号
様
式
別
表
十
二
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）

（
第
五
条
関
係
）

第六号様式別表十二(用紙日本産業規格A4)(第五条関係) 

適格組織再編成等が行われた場合の調整後の控除未済欠損金額等の計算に関する

明細書 

法第72条の2第1項 
事
業
年
度 

・    ・ 

・    ・ 

法
人
名 

  

第1号 

・ 

第3号 

に掲げる事業 

適格組織再編成等が行われた場合の調整後の控除未済欠損金額等 

事 業 年 度 
欠損金額等の

区 分 

控除未済欠損金額等又
は調整後の当該法人分
の控除未済欠損金額等 
 

前期の別表9の⑤又はこの表

の④、⑦若しくは別表13の2

の⑤若しくは別表13の3の⑤ 

被合併法人等から引継ぎを受ける未処理欠損金額等 

   適格合併等の別：適格合併・残余財産の確定 
   適格合併等の日：    ・    ・ 
   被合併法人等の名称： 

調整後の控除未済欠損金額等 

 

 

①＋② 
  被合併法人

等の事業年度 

欠損金額等の

区 分 

被合併法人等の未処理欠損金額等 

最終の事業年度の別表9の⑤又は

この表の④、⑦若しくは別表13

の2の⑤ 

① ② ③ 

・   ・ 

・   ・ 
欠損金額等・災害損失金 

円 ・   ・ 

・   ・ 
欠損金額等・災害損失金 

円 円 

・   ・ 

・   ・ 
欠損金額等・災害損失金 

  ・   ・ 

・   ・ 
欠損金額等・災害損失金 

    

・   ・ 

・   ・ 
欠損金額等・災害損失金 

  ・   ・ 

・   ・ 
欠損金額等・災害損失金 

    

・   ・ 

・   ・ 
欠損金額等・災害損失金 

  ・   ・ 

・   ・ 
欠損金額等・災害損失金 

    

・   ・ 

・   ・ 
欠損金額等・災害損失金 

  ・   ・ 

・   ・ 
欠損金額等・災害損失金 

    

・   ・ 

・   ・ 
欠損金額等・災害損失金 

  ・   ・ 

・   ・ 
欠損金額等・災害損失金 

    

・   ・ 

・   ・ 
欠損金額等・災害損失金 

  ・   ・ 

・   ・ 
欠損金額等・災害損失金 

    

・   ・ 

・   ・ 
欠損金額等・災害損失金 

  ・   ・ 

・   ・ 
欠損金額等・災害損失金 

    

・   ・ 

・   ・ 
欠損金額等・災害損失金 

  ・   ・ 

・   ・ 
欠損金額等・災害損失金 

    

・   ・ 

・   ・ 
欠損金額等・災害損失金 

  ・   ・ 

・   ・ 
欠損金額等・災害損失金 

    

計 
  

計 
    

支配関係がある法人との間で適格組織再編成等が行われた場合の未処理欠損金額等又は控除未済欠損金額等の調整計算の明細 

適格組織再編成等の別 合併(適格・非適格)・残余財産の確定・適格分割・適格現物出資・適格現物分配 適格組織再編成等の日 ・    ・ 

対 象 法 人 の 別 被合併法人等(名称：           ) ・当該法人 支 配 関 係 発 生 日 ・    ・ 

 対 象 法 人 の

事 業 年 度 

欠損金額等の

区 分 

共同事業要件に該当する場合又は5
年継続支配関係がある場合のいず
れかに該当する場合 

      共同事業要件に該当する場合又は5年継続支配関係がある場合のいずれにも該

当しない場合 

被合併法人等の未処理欠損金額
等又は当該法人の控除未済欠損
金額等 

 

被合併法人等の最終の事業年度

の別表9の⑤又は当該法人の前期

の別表9の⑤ 

被合併法人等の未処理欠損金額
等又は当該法人の控除未済欠損
金額等 

 

被合併法人等の最終の事業年度

の別表9の⑤又は当該法人の前期

の別表9の⑤ 

支配関係事業年度以後の事業年
度の欠損金額等のうち特定資産
譲渡等損失相当額以外の部分か
ら成る欠損金額等 

 

    (⑧－⑫)又は

(別表13の⑦) 

引継ぎを受ける未処理欠損金額
等又は調整後の当該法人分の控
除未済欠損金額等 

支配関係事業年度前の事業年度

にあっては0、支配関係事業年度

以後の事業年度にあっては⑤と⑥

のうち少ない金額 

④ ⑤ ⑥ ⑦ 

・   ・ 

・   ・ 
欠損金額等・災害損失金 

円 円 円 円 

・   ・ 

・   ・ 
欠損金額等・災害損失金 

        

・   ・ 

・   ・ 
欠損金額等・災害損失金 

        

・   ・ 

・   ・ 
欠損金額等・災害損失金 

        

・   ・ 

・   ・ 
欠損金額等・災害損失金 

        

・   ・ 

・   ・ 
欠損金額等・災害損失金 

        

・   ・ 

・   ・ 
欠損金額等・災害損失金 

        

・   ・ 

・   ・ 
欠損金額等・災害損失金 

        

・   ・ 

・   ・ 
欠損金額等・災害損失金 

        

・   ・ 

・   ・ 
欠損金額等・災害損失金 

        

計 
        

支配関係事業年度以後の欠損金額等のうち特定資産譲渡等損失相当額の計算の明細 

対象法人の支配関係
事 業 年 度 以 後 の
事 業 年 度 

支配関係事業年度以後の
事業年度の欠損金額等発生額 

支配関係事業年度以後の事業年度のそ
れぞれの別表9の「当期分」の欠損金額
等 

欠損金額等のうち特定資産譲渡等損失相当額の計算 

特定引継資産又は特定保有資
産の譲渡等による損失の額の
合計額 

特定引継資産又は特定保有資
産の譲渡等による利益の額の
合計額 

特定資産譲渡等損失額 
⑨－⑩ 

欠損金額等のうち特定資産
譲渡等損失相当額 

(⑧と⑪のうち少ない金額) 

⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ 

・   ・ 

・   ・ 

円 円 円 円 円 

・   ・ 

・   ・ 

          

・   ・ 

・   ・ 

          

・   ・ 

・   ・ 

          

・   ・ 

・   ・ 

          

計 
          

第6号様式別表12記載要領 

 1 この明細書は、法第72条の23第1項の規定によりその例によるものとされる政令第21

条第2項の規定による読替え後の法人税法第57条第2項から第4項まで又は地方税法等

の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)附則第1条第5号に掲げる規定による改正前

の法(以下この記載要領において「令和2年旧法」という。)第72条の23第1項若しくは

第4項の規定によりその例によるものとされる地方税法施行令の一部を改正する政令

(令和2年政令第264号)による改正前の政令(以下この記載要領において「令和2年旧政

令」という。)第21条第2項の規定による読替え後の所得税法等の一部を改正する法律

(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)に

よる改正前の法人税法(以下この記載要領において「令和2年旧法人税法」という。)第

57条第2項から第4項まで若しくは第58条第2項の規定の適用を受ける法人が記載し、第

6号様式別表9に併せて提出すること。 

 2  

「 法第72条の2第1項 

」 

となっている箇所については、事業の区分に応じ、 第1号 
・ 

第3号 
に掲げる事業 

  「第1号」と「第3号」のいずれかを〇印で囲んで表示すること。 

 3 法第72条の2第1項第1号に掲げる事業と同項第3号に掲げる事業とを併せて行う法人

(同項第1号ロに掲げる法人に限る。)にあっては、それぞれの事業に係る欠損金額等又

は災害損失金の計算の別を明らかにして記載し、それぞれの事業ごとに提出すること。 

 4 「欠損金額等の区分」の欄は、欠損金額等又は災害損失金の発生した事業年度におけ

る欠損金額等の区分に応じ、いずれかに○印を付すること。 

 5 当該法人との間に法人税法第57条第2項に規定する完全支配関係がある他の内国法人

で当該法人が発行済株式又は出資の全部又は一部を有するものの残余財産が確定した

場合において、当該他の内国法人に株主等が二以上あるときは、「調整後の控除未済欠

損金額等①＋② ③」の欄は、「②」とあるのは、「(②を当該他の内国法人の発行済株

式又は出資(当該他の内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額

で除し、これに当該法人の有する当該他の内国法人の株式又は出資の数又は金額を乗

じて計算した金額)」として記載すること。 

 6 「共同事業要件に該当する場合又は5年継続支配関係がある場合のいずれかに該当す

る場合」の欄は、法人税法第57条第3項に規定する政令で定める適格合併に該当する場

合若しくは同項に規定する支配関係がある場合として政令で定める場合に該当する場

合又は同条第4項に規定する政令で定める適格組織再編成等に該当する場合若しくは

同項に規定する支配関係がある場合として政令で定める場合に該当する場合に記載し、

「共同事業要件に該当する場合又は5年継続支配関係がある場合のいずれにも該当し

ない場合」の各欄は、同条第3項に規定する政令で定める適格合併に該当する場合若し

くは同項に規定する支配関係がある場合として政令で定める場合のいずれにも該当し

ない場合又は同条第4項に規定する政令で定める適格組織再編成等に該当する場合若

しくは同項に規定する支配関係がある場合として政令で定める場合のいずれにも該当

しない場合に記載すること。ただし、法人税法第58条の規定の適用がある欠損金額及

び令和2年旧法人税法第58条第1項に規定する災害損失欠損金額については、これらの

欄のいずれにも記載を要しない。 

 7 「支配関係事業年度以後の欠損金額等のうち特定資産譲渡等損失相当額の計算の明細」

の各欄は、法第72条の23第1項の規定によりその例によるものとされる法人税法施行令

第112条第5項第1号(同条第11項において準用する場合を含む。)、令和2年旧法第72条

の23第1項若しくは第4項の規定によりその例によるものとされる令和2年旧政令第20

条の3第1項若しくは第2項の規定による読替え後の法人税法施行令等の一部を改正す

る政令(令和2年政令第207号)第1条の規定による改正前の法人税法施行令第112条第5

項第1号(同条第11項において準用する場合を含む。)又は地方税法等の一部を改正する
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法律(平成27年法律第2号)附則第1条第9号の2に掲げる規定による改正前の法第72条の

23第1項若しくは第4項の規定によりその例によるものとされる地方税法施行令の一部

を改正する政令(平成29年政令第118号)による改正前の政令第20条の3第1項若しくは

第2項の規定による読替え後の法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成29年政令

第106号)第1条の規定による改正前の法人税法施行令第112条第5項第1号(同条第11項

において準用する場合を含む。)に掲げる金額を計算する場合に記載すること。この場

合において、「特定引継資産又は特定保有資産の譲渡等による損失の額の合計額⑨」及

び「特定引継資産又は特定保有資産の譲渡等による利益の額の合計額⑩」の各欄に記

載した金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付すること。 

 8 法人税法第57条第2項に規定する合併等事業年度又は令和2年旧法人税法第58条第2項

に規定する合併等事業年度にあっては、これらの規定に規定する被合併法人等の適格

合併の日の前日の属する事業年度又は残余財産の確定の日の属する事業年度の確定申

告書に添付された第6号様式別表9の写しを添付すること。 

第
六
号
様
式
別
表
十
三
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）

（
第
五
条
関
係
）

第六号様式別表十三(用紙日本産業規格A4)(第五条関係) 

合併等前二年以内適格合併等が行われていた場合の特定資産譲渡等損

失額の計算に関する明細書 

法第72条の2第1項 事
業
年
度 

・   ・ 

・   ・ 

法
人
名 

  
第1号 
・ 

第3号 
に掲げる事業 

対 象 法 人 の 別 被合併法人等(名称：                                                   )・当該法人 

適 格 組 織 再 編 成 等 の 別 合併(適格・非適格)・残余財産の確定・適格分割・適格現物出資・適格現物分配 適 格 組 織 再 編 成 等 の 日 ・   ・ 

対象法人の支配関係事

業年度以後の事業年度 

支 配 関 係 事 業 年 度 以 後 の 事 業 年 度 の 特 定 資 産 譲 渡 等 損 失 額 の 計 算 

特定引継資産又は特定保有資

産の譲渡等による損失の額の

合計額 

(別表12⑨) 

特定引継資産又は特定保有資

産の譲渡等による利益の額の

合計額 

(別表12⑩) 

各関連法人における損金算入

額等の合計額 

 

(各関連法人の⑦の合計額) 

各関連法人の特定資産譲渡等損

失相当欠損金額等の合計額 

 

(各関連法人の⑭の合計額) 

特 定 資 産 譲 渡 等 損 失 額 

①－②＋④ 

① ② ③ ④ ⑤ 

：  ： 円 円 円 円 円 

：  ：           

：  ：           

：  ：           

：  ：           

計           

関 連 法 人 の 特 定 資 産 譲 渡 等 損 失 相 当 欠 損 金 額 等 の 計 算 の 明 細 

関 連 法 人 の 名 称   支 配 関 係 発 生 日 ・   ・ 

合 併 等 前 二 年 以 内 適 格 合 併 等 の 別 適格合併 ・ 残余財産の確定 合 併 等 前 二 年 以 内 適 格 合 併 等 の 日 ・   ・ 

合併等前二年以内適格合併等に係る合併法人等の別 他の関連法人(名称：                                         )・被合併法人等・当該法人 

対象法人の

支配関係事

業年度以後

の事業年度 

関連法人対

象事業年度 

関連法人対象事業

年度の欠損金発生

額 

 

関連法人対象

事業年度のそ

れぞれの別表9

「当期分の青

色欠損金」 

当該関連法人に

おける損金算入

額等 

欠損金額等のうち特定資産譲渡等損失相当額の計算 
特定資産譲渡等損失相当額から控除

する金額の計算 

特定資産譲渡等損

失相当欠損金額等 

 

⑪－⑬ 

譲渡等による

損失の額の合

計額 

 

譲渡等による

利益の額の合

計額 

特定資産譲渡

等損失額 

 

⑧－⑨ 

欠損金額等の

うち特定資産

譲渡等損失相

当額 

(⑥と⑩の

う ち 少 な

い金額)又

は⑲ 

控 除 済 金 額 

 

 

 

他の関連法人

の⑬の合計額 

特定資産譲渡等

損失相当額から

控除する金額 

 

 

(③－⑫)と⑪

のうち少ない

金額 

⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ 

： ： ： ： 内      円 円 円 円 円 円 円 円 円 

： ： ： ： 内                 

： ： ： ： 内                 

： ： ： ： 内                 

： ： ： ： 内                 

計                   

関 連 法 人 の 特 定 資 産 譲 渡 等 損 失 相 当 額 の 特 例 計 算 

対象法人の

支配関係事

業年度以後

の事業年度 

関連法人対

象事業年度 

簿 価 純 資 産 超 過 額 等 が あ る 場 合 特例計算による関連法人の特

定資産譲渡等損失相当額 
 

 ⑳に金額の記載がある場

合にあっては0、 に金額

の記載がある場合にあっ

ては⑱ 

関連法人対象事業年度の欠損

金発生額 

 

⑥ 

特 定 資 産 譲 渡 等 損 失 額 

 

 

⑩ 

欠損金額等のうち特定資産譲

渡等損失相当額 

 

⑮と⑯のうち少ない金額 

⑰のうち簿価純資産超過額を

構成するものとされた部分の

金額 

の金額を⑰の古いもの

から順次振当 

⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ 

： ： ： ： 内           円 円 円 円 円 

： ： ： ： 内         

： ： ： ： 内         

： ： ： ： 内         

： ： ： ： 内         

計           

関連法人の支配関係事業年度の前事業年度終了の時における時価純資産超過額又は簿価純資産超過額の計算並びに時価純資産価額及び簿価純資産価額の明細 

時 価 純 資 産 超 過 額 

(( の(イ))－( の(イ)))－(( の(ロ))－( の(ロ))) 
⑳ 

円 簿 価 純 資 産 超 過 額 

(( の(ロ))－( の(ロ)))－(( の(イ))－( の(イ))) 
 

円 

資 産 負 債 

名 称 等 
時 価 帳 簿 価 額 

名 称 等 
時 価 帳 簿 価 額 

(イ) (ロ) (イ) (ロ) 

   円 円    円 円 

              

              

              

              

計      計      

 

第6号様式別表13記載要領 

1 この明細書は、法人が法第72条の23第1項の規定によりその例によるものとされる法人税法施行令第112条第5項第1号(同条第11項において準用する場合を含む。)に規定する特定資産譲渡等損失

額となる金額の計算を行う場合において、同条第7項(同条第11項において準用する場合を含む。)に規定する場合に該当する場合、地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)附則第1条

第5号に掲げる規定による改正前の法第72条の23第1項若しくは第4項の規定によりその例によるものとされる地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第264号)による改正前の政令第20

条の3第1項若しくは第2項の規定による読替え後の法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第207号)第1条の規定による改正前の法人税法施行令第112条第5項第1号(同条第11項にお

いて準用する場合を含む。)に規定する特定資産譲渡等損失額となる金額の計算を行う場合において、同条第7項(同条第11項において準用する場合を含む。)に規定する場合に該当する場合又は地

方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)附則第1条第9号の2に掲げる規定による改正前の法第72条の23第1項若しくは第4項の規定によりその例によるものとされる地方税法施行令の

一部を改正する政令(平成29年政令第118号)による改正前の政令第20条の3第1項若しくは第2項の規定による読替え後の法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成29年政令第106号)第1条の規

定による改正前の法人税法施行令第112条第5項第1号(同条第11項において準用する場合を含む。)に規定する特定資産譲渡等損失額となる金額の計算を行う場合において、同条第7項(同条第11項

において準用する場合を含む。)に規定する場合に該当する場合に記載し、第6号様式別表12に併せて提出すること。 

2 

「 法第 7 2条の 2第 1項 

」 

となっている箇所については、事業の区分に応じ、「第1号」と「第3号」のいずれかを○印で囲んで表示すること。 
  

第1号 

・ 

第3号 

に掲げる事業 

3 法第72条の2第1項第1号に掲げる事業と同項第3号に掲げる事業とを併せて行う法人(同項第1号ロに掲げる法人に限る。)にあっては、それぞれの事業に係る特定資産譲渡等損失額となる金額の

計算の別を明らかにして記載し、それぞれの事業ごとに提出すること。 

第
六
号
様
式
別
表
十
三
の
二
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ

４
）
（
第
五
条
関
係
）

第六号様式別表十三の二(用紙日本産業規格A4)(第五条関係) 

共同事業を行うための適格組織再編成等に該当しない場合の引継対

象未処理欠損金額等又は控除未済欠損金額等の特例に関する明細書 

法第72条の2第1項 事
業
年
度 

・    ・ 

・    ・ 

法
人
名 

  第1号 
・ 

第3号 
に掲げる事業 

適格組織再編成等の別 合併(適格・非適格)・残余財産の確定・適格分割・適格現物出資・適格現物分配 適格組織再編成等の日 ・    ・ 
対 象 法 人 の 別 被合併法人等(名称：                     )・当該法人 支 配 関 係 発 生 日 ・    ・ 

引継対象未処理欠損金額等又は調整後の当該法人分の控除未済欠損金額等の特例計算 

対象法人の

事 業 年 度 

欠 損 金 額 等 の

区 分 

 
被合併法人等の未処
理欠損金額等又は当
該法人の控除未済欠
損金額等 
 
 
 
被合併法人等の最終
の事業年度の別表9の
⑤又は当該法人の前
期の別表9の⑤ 

特例計算による引継対象未処理欠損金額等又は調整後の当該法人分の控除未済欠損金額等の計算 
時価純資産超過額が
支配関係前未処理欠
損金額等の合計額以
上である場合 
 
 
 
 
 

(①の金額) 

時価純資産超過額が
支配関係前未処理欠
損金額等の合計額に
満たない場合 
 
 
 
支配関係事業年度前の
事業年度にあっては①
と(⑥－⑦)のうち少な
い金額、支配関係事業
年度以後の事業年度に
あっては①の金額 

簿価純資産超過額が
支配関係事業年度以
後の事業年度の欠損
金額等のうち特定資
産譲渡等損失相当額
の合計額に満たない
場合 
支配関係事業年度前
の事業年度にあって
は0、支配関係事業年
度以後の事業年度に
あっては①と(⑧－
⑩)のうち少ない金額 

特例計算による引継
対象未処理欠損金額
等又は調整後の当該
法人分の控除未済欠
損金額等 
 
 
 
 

②、③又は④ 

① ② ③ ④ ⑤ 
・   ・ 
・   ・ 

欠損金額等・災害損失金 円 円 円 円 円 

・   ・ 
・   ・ 

欠損金額等・災害損失金           

・   ・ 
・   ・ 

欠損金額等・災害損失金           

・   ・ 
・   ・ 

欠損金額等・災害損失金           

・   ・ 
・   ・ 

欠損金額等・災害損失金           

・   ・ 
・   ・ 

欠損金額等・災害損失金           

・   ・ 
・   ・ 

欠損金額等・災害損失金           

・   ・ 
・   ・ 

欠損金額等・災害損失金           

・   ・ 
・   ・ 

欠損金額等・災害損失金           

・   ・ 
・   ・ 

欠損金額等・災害損失金           

計           

時価純資産超過額が支配関係前未処理欠損金額等の合計額に満たない場合又は簿価純資産超過額が支配関係事業年度以後の事業年度の欠損金額等のうち特定資産譲
渡等損失相当額の合計額に満たない場合の引継対象未処理欠損金額等又は調整後の当該法人分の控除未済欠損金額等の計算の明細 

対象法人の

事業年度 

欠 損 金 額 等 の

区 分 

時価純資産超過額が支配関係前未処理欠損金
額等の合計額に満たない場合 

簿価純資産超過額が支配関係事業年度以後の事業年度の欠損金額等の
うち特定資産譲渡等損失相当額の合計額に満たない場合 

支配関係前未処理欠
損金額等又は支配関
係前控除未済欠損金
額等 
 

支配関係事業年度の前事
業年度の別表9の⑤ 

⑥のうち制限対象金
額を構成するものと
された部分の金額 
 
 

⑬の金額を⑥の古いも
のから順次振当 

支配関係事業年度以

後の事業年度の欠損

金額等発生額 
 
支配関係事業年度以後
の事業年度のそれぞれ
の別表9の「当期分」の
欠損金額等 

⑧のうち特定資産譲

渡等損失相当額 

 

 

 

別表12の⑫ 

⑨のうち簿価純資産
超過額を構成するも
のとされた部分の金
額 
 

⑭の金額を⑨の古い
ものから順次振当 

⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 
・   ・ 
・   ・ 

欠損金額等・災害損失金 円 円 
内

       円 円 円 

・   ・ 
・   ・ 

欠損金額等・災害損失金     内     

・   ・ 
・   ・ 

欠損金額等・災害損失金     内     

・   ・ 
・   ・ 

欠損金額等・災害損失金     内     

・   ・ 
・   ・ 

欠損金額等・災害損失金     内     

・   ・ 
・   ・ 

欠損金額等・災害損失金     内     

・   ・ 
・   ・ 

欠損金額等・災害損失金     内     

・   ・ 
・   ・ 

欠損金額等・災害損失金     内     

・   ・ 
・   ・ 

欠損金額等・災害損失金     内     

・   ・ 
・   ・ 

欠損金額等・災害損失金     内     

計           

支配関係事業年度の前事業年度終了の時における時価純資産超過額又は簿価純資産超過額の計算の明細 

時 価 純 資 産 超 過 額 
( の(イ)－ の(イ))－( の(ロ)－ の(ロ)) 

⑪ 
円 制 限 対 象 金 額 

⑫－⑪ 
⑬ 

円 

支配関係前未処理欠損金額等又は支配関係前
控除未済欠損金額等の合計額  ⑥の計 

⑫ 
  簿 価 純 資 産 超 過 額 

( の(ロ)－ の(ロ))－( の(イ)－ の(イ)) 
⑭ 

  

支配関係事業年度の前事業年度終了の時における時価純資産価額及び簿価純資産価額の明細 

資 産 負 債 

名 称 等 
時 価 帳簿価額 

名 称 等 
時 価 帳簿価額 

名 称 等 
時 価 帳簿価額 

(イ) (ロ) (イ) (ロ) (イ) (ロ) 

  ⑮  円 円   ⑲ 円 円    円 円 

  ⑯        ⑳            

  ⑰                    

  ⑱      計      計      
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第6号様式別表13の2記載要領 

 1 この明細書は、法第72条の23第1項の規定によりその例によるものとされる法人税法施行令第113条第1項(同条第4項において準用する場

合を含む。)又は地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の法第72条の23第1項若

しくは第4項の規定によりその例によるものとされる地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第264号)による改正前の政令第20

条の3第1項若しくは第2項の規定による読替え後の法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第207号)第1条の規定による改正

前の法人税法施行令(以下この記載要領において「読替え後の令和2年旧法人税法施行令」という。)第113条第1項(同条第4項において準用

する場合を含む。)の規定の適用を受ける法人が記載し、第6号様式別表12に併せて提出すること。 

 2  

「 法第72条の2第1項 

」 

となっている箇所については、事業の区分に応じ、「第1号」と「第3号」のいずれかを〇印で囲んで表示 第1号 
・ 

第3号 
に掲げる事業 

  すること。 

 3 法第72条の2第1項第1号に掲げる事業と同項第3号に掲げる事業とを併せて行う法人(同項第1号ロに掲げる法人に限る。)にあっては、そ

れぞれの事業に係る欠損金額等又は災害損失金の計算の別を明らかにして記載し、それぞれの事業ごとに提出すること。 

 4 「欠損金額等の区分」の欄は、欠損金額等又は災害損失金の発生した事業年度における欠損金額等の区分に応じ、いずれかに○印を付す

ること。 

 5 対象法人が法人税法第57条第3項に規定する被合併法人等であり、かつ、法人税法施行令第113条第1項第2号又は読替え後の令和2年旧法

人税法施行令第113条第1項第2号に掲げる場合に該当するときは、当該被合併法人等の法人税法施行令第113条第1項又は読替え後の令和2

年旧法人税法施行令第113条第1項に規定する支配関係事業年度の前事業年度の確定申告書に添付された第6号様式別表9の写しを添付する

こと。  

第
六
号
様
式
別
表
十
三
の
三
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ

４
）
（
第
五
条
関
係
）

第六号様式別表十三の三(用紙日本産業規格A4)(第五条関係) 

事業を移転しない適格組織再編成等が行われた場合の控除未済欠損金

額等の特例に関する明細書 

法第72条の2第1項 事
業
年
度 

・    ・ 

・    ・ 

法

人

名 

  第1号 
・ 

第3号 
に掲げる事業 

適 格 組 織 再 編 成 等 の 別 適 格 分 割 ・ 適 格 現 物 出 資 ・ 適 格 現 物 分 配 
適格組織再編成等の日 ・    ・ 

支 配 関 係 発 生 日 ・    ・ 

調 整 後 の 当 該 法 人 分 の 控 除 未 済 欠 損 金 額 等 の 特 例 計 算 

当 該 法 人 の

事 業 年 度 

欠 損 金 額 等 の

区 分 

当該法人の控除未済

欠損金額等 

 

 

当該法人の前期の別表9

の⑤ 

特例計算による調整後の当該法人分の控除未済欠損金額等の計算 

移転時価資産価額が

移転簿価資産価額以

下である場合 

 

 

 

 

(①の金額) 

移転時価資産価額が移転簿価資産価額を超

える場合 

 

 

特例計算による調整

後の当該法人分の控

除未済欠損金額等 

 

 

 

②、③又は④ 

移転時価資産超過額

が支配関係前欠損金

額等の合計額以下で

ある場合 

支配関係事業年度前の

事業年度にあっては(⑥－

⑦)、支配関係事業年度

以後の事業年度であって

は① 

移転時価資産超過額

が支配関係前欠損金

額等の合計額を超え

る場合 

支配関係事業年度前の

事業年度にあっては0、支

配関係事業年度以後の

事業年度にあっては(①－

⑩) 

① ② ③ ④ ⑤ 

・   ・ 
・   ・ 

欠 損 金 額 等 ・
災 害 損 失 金 

円 円 円 円 円 

・   ・ 
・   ・ 

欠 損 金 額 等 ・
災 害 損 失 金 

          

・   ・ 
・   ・ 

欠 損 金 額 等 ・
災 害 損 失 金 

          

・   ・ 
・   ・ 

欠 損 金 額 等 ・
災 害 損 失 金 

          

・   ・ 
・   ・ 

欠 損 金 額 等 ・
災 害 損 失 金 

          

・   ・ 
・   ・ 

欠 損 金 額 等 ・
災 害 損 失 金 

          

・   ・ 
・   ・ 

欠 損 金 額 等 ・
災 害 損 失 金 

          

・   ・ 
・   ・ 

欠 損 金 額 等 ・
災 害 損 失 金 

          

・   ・ 
・   ・ 

欠 損 金 額 等 ・
災 害 損 失 金 

          

・   ・ 
・   ・ 

欠 損 金 額 等 ・
災 害 損 失 金 

          

計 
          

移転時価資産価額が移転簿価資産価額を超える場合の調整後の当該法人分の控除未済欠損金額等の計算の明細 

当 該 法 人 の

事 業 年 度 

欠 損 金 額 等 の

区 分 

支配関係前欠損金額

等 

 

 

 

 

支配関係事業年度前の事

業年度の① 

移転時価資産超過額が支

配関係前欠損金額等の合

計額以下である場合 

移転時価資産超過額が支配関係前欠損金額等の合計額を超える場合 

⑥のうち移転時価資

産超過額を構成する

ものとされた部分の

金額 

 

 

⑪の金額を⑥の古いもの

から順次振当 

支配関係事業年度以後

の事業年度の欠損金

額等のうち特定資産譲

渡等損失相当額以外

の部分から成る金額 

 

別表12「⑧－⑫」 

 

支配関係後欠損金額

等 

 

 

 

 

支配関係事業年度以後の

事業年度の(①－⑧) 

⑨のうち制限対象金

額を構成するものと

された部分の金額 

 

 

 

⑬の金額を⑨の古いもの

から順次振当 

⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 
・   ・ 
・   ・ 

欠 損 金 額 等 ・
災 害 損 失 金 

円 円 円 円 円 

・   ・ 
・   ・ 

欠 損 金 額 等 ・
災 害 損 失 金 

          

・   ・ 
・   ・ 

欠 損 金 額 等 ・
災 害 損 失 金 

          

・   ・ 
・   ・ 

欠 損 金 額 等 ・
災 害 損 失 金 

          

・   ・ 
・   ・ 

欠 損 金 額 等 ・
災 害 損 失 金 

          

・   ・ 
・   ・ 

欠 損 金 額 等 ・
災 害 損 失 金 

          

・   ・ 
・   ・ 

欠 損 金 額 等 ・
災 害 損 失 金 

          

・   ・ 
・   ・ 

欠 損 金 額 等 ・
災 害 損 失 金 

          

・   ・ 
・   ・ 

欠 損 金 額 等 ・
災 害 損 失 金 

          

・   ・ 
・   ・ 

欠 損 金 額 等 ・
災 害 損 失 金 

          

計           

制 限 対 象 金 額 の 計 算 の 明 細 移転直前における移転時価資産価額及び移転簿価資産価額の明細 

移 転 時 価 資 産 超 過 額 

(⑰の(イ)－⑰の(ロ)) 
⑪ 

円 
名 称 等 

時 価 帳簿価額 

(イ) (ロ) 

支 配 関 係 前 欠 損 金 額 等 の 合 計 額 

(⑥の計) 
⑫   

  ⑭ 円 円 

  ⑮     

制 限 対 象 金 額 

⑪－⑫ 
⑬   

  ⑯     

計 ⑰     

第6号様式別表13の3記載要領 

 1 この明細書は、法第72条の23第1項の規定によりその例によるものとされる法人税法施

行令第113条第5項又は地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)附則第1条

第5号に掲げる規定による改正前の法第72条の23第1項若しくは第4項の規定によりその

例によるものとされる地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第264号)によ

る改正前の政令第20条の3第1項若しくは第2項の規定による読替え後の法人税法施行令

等の一部を改正する政令(令和2年政令第207号)第1条の規定による改正前の法人税法施

行令第113条第5項の規定の適用を受ける法人が記載し、第6号様式別表12に併せて提出す

ること。 

「 

2   

法第72条の2第1項 

 となっている箇所については、事業の区分に応じ、「第1 

」 

第1号 

・ 

第3号 

に掲げる事業 

 号」と「第3号」のいずれかを○印で囲んで表示すること。 

 3 法第72条の2第1項第1号に掲げる事業と同項第3号に掲げる事業とを併せて行う法人

(同項第1号ロに掲げる法人に限る。)にあっては、それぞれの事業に係る欠損金額等又は

災害損失金の計算の別を明らかにして記載し、それぞれの事業ごとに提出すること。 

第
六
号
様
式
別
表
十
四
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規

格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
五
条
関
係
）

第六号様式別表十四(提出用)(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第五条関係) 

   ※ 

処理

事項 

整 理 番 号 事務所 
区
分 

管 理 番 号 申告区分 

          

法 人 名   

法人番号 
          

 事 業

年 度 

令和 
  

年 
  

月 
  

日から 

令和 
  

年 
  

月 
  

日まで 

 

基準法人所得割額及び基準法人収入割額に関する計算書 

 

1．基準法人所得割額の計算 

摘 要 所得割の課税標準 
税 率 

 

基準法人所得割額 

一
号
に
掲
げ
る
事
業
の
所
得
割 

法
第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
第 

所 得 金 額 総 額 ① 
兆 十億 百万 千 円     

年 400 万 円 以 下 の 金 額 ② 
         

0 0 0 

  兆 十億 百万 千 円 

0 0 

年 400 万 円 を 超 え 年 800 万 円 以 下 の 金 額 ③ 
         

0 0 0   
         

0 0 

年 800 万 円 を 超 え る 金 額 ④ 
         

0 0 0   
         

0 0 

計   ②＋③＋④ ⑤ 
         

0 0 0   
         

0 0 

軽 減 税 率 不 適 用 法 人 の 金 額 ⑥ 
         

0 0 0   
         

0 0 

 

 

2．基準法人収入割額の計算 

摘 要 収入割の課税標準 
税 率 

 

基準法人収入割額 

事
業
の
収
入
割 

二
号
に
掲
げ
る 

の
二
第
一
項
第 

法
第
七
十
二
条 

収 入 金 額 総 額 ⑦ 
兆 十億 百万 千 円     

収 入 金 額 ⑧ 
         

0 0 0 

  兆 十億 百万 千 円 

0 0 

事
業
の
収
入
割 

三
号
に
掲
げ
る 

の
二
第
一
項
第 

法
第
七
十
二
条 

収 入 金 額 総 額 ⑨ 
              

収 入 金 額 ⑩ 
         

0 0 0 

  兆 十億 百万 千 円 

0 0 

事
業
の
収
入
割 

四
号
に
掲
げ
る 

の
二
第
一
項
第 

法
第
七
十
二
条 

収 入 金 額 総 額 ⑪ 
              

収 入 金 額 ⑫ 
         

0 0 0 

  兆 十億 百万 千 円 

0 0 
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第六号様式別表十四(入力用)(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第五条関係) 

  

 

1 

整 理 番 号 事務所 
区
分 

管 理 番 号 申告区分 
 

 

24     A     

  法 人 番 号         37 

申告年月日   25  44 

事業年度 

50 

          49 

 

55 
38   43           

56              69   

予備 
          

 

 

 

 

  12 
  

B 
    

01             
  

02         
0 0 0 

  13         
0 0  

03         
0 0 0 14         

0 0  

04         
0 0 0 15         

0 0  

05         
0 0 0 16         

0 0  

06         
0 0 0 17         

0 0  

 

 

 

 

 

  12 
  

B 
    

07             
  

08         
0 0 0 

  18         
0 0  

09             

10         
0 0 0 

  19         
0 0  

11             

12         0 0 0 
  20         0 0  

 

 第6号様式別表14記載要領 

  1 この計算書は、法人の事業税に係る税額の算出において標準税率以外の税率が適

用される法人が、特別法人事業税の課税標準となる基準法人所得割額又は基準法人収

入割額の計算を行う場合に記載し、第6号様式、第6号様式(その2)又は第6号様式(そ

の3)の申告書に併せて提出すること。 

  2 「法人番号」欄には、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号をいう。)を記載すること。 

  3 「所得割の課税標準」又は「収入割の課税標準」の各欄は、各申告書の法人の事

業税の所得割又は収入割の「課税標準」の各欄の額をそれぞれ記載すること。 

  4 「税率」の各欄は、法人の事業税の標準税率を記載すること。 

第
六
号
の
二
様
式
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ

４
・
紫
色
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

第六号の二様式(提出用)(用紙日本産業規格A4・紫色)(第三条・第十条の二関係) 

  
※
処
理
事
項 

発 信 年 月 日 
整 理 番 号 事務所 

区
分 

管 理 番 号 
申告
区分 通信日付印 確認 

    
  

    
   

受付印 

      

    
令和   年   月   日 
 

殿 

法 人 番 号 申告年月日 

    
  

    
年 月 日 

所 在 地 

本県が支店
等の場合は
本店所在地
と併記 

(電話        ) 

事業種目   

(ふりがな)   期末現在の資本金の額

又 は 出 資 金 の 額 

兆 十億 百万 千 円 

法 人 名   期 末 現 在 の

資 本 金 等 の 額 
          

(ふりがな)   (ふりがな)   

代 表 者

氏 名 
  

経理責任者

氏 名 
  

  ※ 

申告書 

  

 令和 
  

年   月   日から令和   年   月   日までの事業年度分の退職年金等積立金に係る道府県民税の   

 

  
課税標準となる退職年金等積立金に係る法人税額 

(法人税の申告書(別表20)の(12)) 
  ① 

兆 十億 百万 千 円 

        0 0 0 

  

2以上の道府県に事務所又は事業所を有する法人

における課税標準となる退職年金等積立金に係る

法人税額 

  ②         
0 0 0 

  法 人 税 割 額     
100

×①又は②    ③         
 0 0 

  ③のうち既に納付の確定した当期分の法人税割額   ④         
 0 0 

  この申告により納付すべき法人税割額  ③－④   ⑤         
 0 0 

東
京
都
に
申
告
す
る
場
合
の
③
の
計
算 

  特 別 区 分 の 課 税 標 準 額   ⑥         
0 0 0 

  同 上 に 対 す る 税 額  
100

×⑥    ⑦         

  

  市 町 村 分 の 課 税 標 準 額   ⑧         
0 0 0 

  同 上 に 対 す る 税 額  
100

⑧ ×    ⑨         

  
 

  
関与税理士

署 名 

(電話                 ) 

 

第六号の二様式(入力用) (用紙日本産業規格A4・紫色) (第三条・第十条の二関係) 

1 整 理 番 号 事務所 区
分 

管 理 番 号 申告区分 24 

    
A 
    

  法 人 番 号 申告年月日  

43         年 月 日 

25                        

 
12 

B 

 

  期末現在の資本金の額

又 は 出 資 金 の 額 
71 

          

期 末 現 在 の

資 本 金 等 の 額 
72 

          

 

 

 

     44        49  50        55              56             69 

事業年度 
                      

予備 

          

 
12 

B 
  

01 

        

0 0 0 
  

02 

        

0 0 0 

03 

        

0 0  

04 

        

0 0  

05 

        

0 0  
    分割

基準 

分割

県数 

    

12 
B 

  

80 

          

06 

        

0 0 0 
  

住

民

税 

総数 81 

        

07 

          

本県分 82 

        

08 

        

0 0 0 

東 京 都

市町村分 
83 

        

09 
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第6号の2様式記載要領 

 1 この申告書は、退職年金等積立金に係る法人税額を課税標準として算定した法人税割

額の確定申告をする場合又はこれに係る修正申告をする場合に使用すること。 

 2 この申告書は、事務所又は事業所所在地の道府県知事に1通を提出すること。ただし、

2以上の道府県に事務所又は事業所を有する法人は、主たる事務所又は事業所所在地の

道府県知事に対しては、写し(提出用の写し)1通を添付すること。 

 3 ※印の欄は記載しないこと。 

 4 「法人番号」欄には、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号をいう。)を記載すること。 

 5 金額の単位区分(けた)のある欄の記載に際しては、単位区分に従って正確に金額を記

載すること。 

 6 「期末現在の資本金等の額」の欄は、法第23条第1項第4号の2イ若しくはハ(政令第6

条の24第1号に定める金額に限る。)又は地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律

第5号)附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の法第23条第1項第4号の5イ、ニ若し

くはホ(地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第264号)による改正前の政

令第6条の25第1号に定める金額に限る。)に定める額を記載すること。 

第
六
号
の
三
様
式
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ

４
・
草
色
）
（
第
三
条
・
第
五
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

第六号の三様式(提出用)(用紙日本産業規格A4・草色)(第三条・第五条・第十条の二関係) 

  

 

 

 

受付印 

  ※
処
理
事
項 

発 信 年 月 日 
整 理 番 号 事務所 区

分 

管 理 番 号 
申告
区分 通信日付印 確 認 

    
  

        

  

  

        令和    年    月    日 
 
 

殿  

法 人 番 号 申告年月日 

  

  

    

年 月 日 

所 在 地 
本県が支店等
の場合は本店
所在地と併記 (電話                    ) 

事 業 種 目   

前 期 末 現 在 の 資 本 金 の 額
又 は 出 資 金 の 額 

兆 

( 

十億 百万 千 円 

) 

(ふりがな)   
          

法 人 名   
前期末現在の資本金の額及び
資 本 準 備 金 の 額 の 合 算 額 

  

        

(ふりがな)   (ふりがな)   

代 表 者
氏 名 

  
経理責任者
氏 名 

  
前 期 末 現 在 の
資 本 金 等 の 額 

  

        

 

令和   年   月   日から令和   年   月   日までの 
事業年度分又は
連結事業年度分 

の 
道 府 県 民 税 
事 業 税 
特別法人事業税 

※ 
の予定申告書           

 

  

事 業 税 道 府 県 民 税 

前 事 業 年 度 の 事 業 税 額 ( の金額) ⑲ 
兆 十億 百万 千 円 

0 0 前 事 業 年 度 又 は 前 連 結 事 業
年 度 の 法 人 税 割 額 

(⑱の金額) 

① 

兆 十億 百万 千 円 
 

0 0 所 得 割 額 ×  ⑳ 
  

      0 0 

付 加 価 値 割 額 ×   

  
      0 0 予 定 申 告 税 額 

①×

 

②         
0 0 資 本 割 額 ×   

  
      0 0 

収 入 割 額 ×   

  
      0 0 この申告が修正申告である場合は

既 に 納 付 の 確 定 し た 当 期 分 の 法
人 税 割 額 

③ 

  

      
0 0 事

業

税 

特
別
法
人 

前 事 業 年 度 の 特 別 法 人 事 業 税 額 ( )  

  
      0 0 

特 別 法 人 事 業 税 額 ×   

  
      0 0 こ の 申 告 に よ り 納 付

す べ き 法 人 税 割 額 
②－③ 

④ 

  

      
0 0 予 定 申 告 税 額 (⑳＋ ＋ ＋ ＋ )  

  
      0 0 

こ の 申 告 が 修 正 申 告 で あ る 場 合 は 既 に 納 付 の 確 定 し た

当 期 分 の 事 業 税 額 及 び 特 別 法 人 事 業 税 額 
 

  
      0 0 

均

等

割

額 

算 定 期 間 中 に お い て
事 務 所 等 を 有 し て い た 月 数 ⑤   

  

月 
こ の 申 告 に よ り 納 付 す べ き 事 業 税 額 及 び
特 別 法 人 事 業 税 額 

－   

  
      0 0 

 
 
 
 
 
(

事

業

税) 

前 事 業 年 度 の 事 業 税 額 ・ 特 別 法 人 事 業 税 額 の 明 細 

12

⑤
×円  ⑥ 

兆 十億 百万 千 円 
 
 

0 0 摘 要 課 税 標 準 
税率 

( ) 
税 額 

所
得
割 

所 得 金 額 総 額  

兆 十億 百万 千 円 
    こ の 申 告 に よ り 納 付

す べ き 道 府 県 民 税 額 
④＋⑥ 

⑦ 

  

      
0 0 所 得 金 額  

  
      

  
  

兆 十億 百万 千 円 

付
加
価
値
割 

付 加 価 値 額 総 額  

  
            前事業年度又は前連結事業年度の法人税割額の明細 

付 加 価 値 額  

  
          

兆 十億 百万 千 円 (特別控除取戻税額等又は個別帰属特別
控除取戻税額等) 
課税標準となる法人税額又は個別帰属法
人税額 

⑧ 

兆 
( 

十億 百万 千 円 
) 

資

本

割 

資 本 金 等 の 額 総 額  

  
            

  
        

資 本 金 等 の 額  

  
          

兆 十億 百万 千 円 
法 人 税 割 額 ⑨ 

  
        

収
入
割 

収 入 金 額 総 額  

  
            

道 府 県 民 税 の 特 定
寄 附 金 税 額 控 除 額 ⑩ 

  
        

収 入 金 額  

  
          

兆 十億 百万 千 円 税 額 控 除 超 過 額
相 当 額 の 加 算 額 ⑪ 

  
        

合 計 事 業 税 額 ＋ ＋ ＋   

  
        

外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当
額又は個別控除対象所得税額等相当額の控除額 ⑫ 

  
        

事 業 税 の 特 定 寄 附 金 税 額 控 除 額  

  
        

外 国 の 法 人 税 等
の 額 の 控 除 額 ⑬ 

  
        

仮 装 経 理 に 基 づ く 事 業 税 額 の 控 除 額  

  
        

仮 装 経 理 に 基 づ く 法 人
税 割 額 の 控 除 額 ⑭           

租 税 条 約 の 実 施 に 係 る 事 業 税 額 の 控 除 額  

  
        

租 税 条 約 の 実 施 に 係 る
法 人 税 割 額 の 控 除 額 ⑮ 

  
        

納 付 す べ き 事 業 税 額 － － －   

  
        

納 付 す べ き 法 人 税 割 額 
⑨－⑩＋⑪－⑫－⑬－⑭－⑮ ⑯ 

  
        

の
内
訳 

所 得 割  
兆 十億 百万 千 円 

付 加 価 値 割  

  
        

⑯のうち特別控除取戻税額等又は個別帰
属特別控除取戻税額等に係る法人税割額 ⑰           

資 本 割  

  
        収 入 割  

  
        

差 引 法 人 税 割 額 
⑯－⑪－⑰ 

⑱           

 
 

 
(

特
別
法
人
事
業
税) 

摘 要 課 税 標 準 
税率 

( ) 
税 額 

法 第 15 条 の 4 の 徴 収 猶 予
を 受 け よ う と す る 税 額 

           

所得割に係る特別法人事業税額  

兆 十億 百万 千 円 
0 0 

  
兆 十億 百万 千 円  

こ の 申 告 の 期 間 
・    ・ 
・    ・ 

収入割に係る特別法人事業税額  
  

      0 0   
  

        

前 事 業 年 度 又 は 前 連 結 事 業

年 度 の 期 間 
・    ・ 

・    ・ 
合 計 特 別 法 人 事 業 税 額 ( ＋ )  

  
        

仮 装 経 理 に 基 づ く 特 別 法 人 事 業 税 額 の 控 除 額            
通 算 親 法 人 の 事 業 年 度

の 期 間 
・    ・ 

・    ・ 租 税 条 約 の 実 施 に 係 る 特 別 法 人 事 業 税 額 の 控 除 額  
  

        

納 付 す べ き 特 別 法 人 事 業 税 額 － －   
  

        
関 与 税 理 士
署 名 

(電話            ) 
備考   

 

第六号の三様式(入力用)(用紙日本産業規格A4・草色)(第三条・第五条・第十条の二関係) 

1     
整 理 番 号 事務所 区

分 

管 理 番 号 
申告
区分 

24 

  
  A     

  

 

 
25 

法 人 番 号 申告年月日 43 

  
  

    
年 月 日 

    

 
12 

B 
  

  

  
70 

  
        

  

前期末現在の資本金の額

又 は 出 資 金 の 額 71 
  

        

前期末現在の資本金の額及び

資本準備金の額の合算額 
72 

  
        

前 期 末 現 在 の

資 本 金 等 の 額 
73 

  
        

44   49   50   55 56   69 

事業年度又は

連結事業年度 

  
                      予備 

  
        

 

12 
B   19 

  
      0 0 

12 
B   

01 

  

      

0 0 

  

      

20 
  

      0 0 

      

21 
  

      0 0 

02 

  

      

0 0 22 
  

      0 0 

23 
  

      0 0 

03 

  

      

0 0 24 
  

      0 0 

25 
  

      0 0 

04 

  

      

0 0 26 
  

      0 0 

27 
  

      0 0 

05         

  28 
  

      0 0 

  

06         

0 0 

  

07 

  

      

0 0 

 

 

 

 

 

 

  
分割

基準 

分割

県数 
  

12 
B   80 

  
        

  

  

  

事

業

税 

1 

総 数 81 
  

        

本県分 82 
  

        

2 

総 数 83 
  

        

本県分 84 
  

        

3 

総 数 85 
  

        

本県分 86 
  

        

売
上
高 

総 数 87           

 軌道又は

鉄道 
88 

  
          52             

 

第6号の3様式記載要領 

 1 この申告書は、法第72条の2第1項第1号又は第2号に掲げる事業を行う法人(同項第1

号に掲げる事業と同項第2号に掲げる事業とを併せて行う法人を含み、同項第3号又は第

4号に掲げる事業を行う法人を除く。)が前事業年度又は前連結事業年度(所得税法等の

一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1条第5号ロに掲げる

改正規定に限る。)による改正前の法人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度を

いう。)の法人税割額並びに前事業年度の事業税額及び特別法人事業税額を基礎にして

中間申告をする場合に使用すること。 

 2 この申告書は、事務所又は事業所所在地の道府県知事に1通を提出すること。ただし、

2以上の道府県に事務所又は事業所を有する法人は、主たる事務所又は事業所(外国法人

にあっては、この法律の施行地において行う事業の経営の責任者が主として執務する事

務所又は事業所)所在地の道府県知事に対しては、写し(提出用の写し)1通を添付するこ

と。 

 3 ※印の欄は記載しないこと。 

 4 「法人番号」欄には、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号をいう。)を記載すること。 

 5 金額の単位区分(けた)のある欄の記載に際しては、単位区分に従って正確に金額を記

載すること。 

 6 法人課税信託の受託者が当該法人課税信託について、この申告書を提出する場合に

あっては、「法人名」の欄には法人課税信託の名称を併記すること。 

 7 「前期末現在の資本金等の額」の欄は、法第23条第1項第4号の2ロ若しくはハ(政令第

6条の24第2号又は第3号に定める金額に限る。)又は地方税法等の一部を改正する法律

(令和2年法律第5号)附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の法(以下この記載要領

において「令和2年旧法」という。)第23条第1項第4号の5ロ、ハ若しくはホ(地方税法施

行令の一部を改正する政令(令和2年政令第264号)による改正前の政令第6条の25第2号

又は第3号に定める金額に限る。)に定める額を記載すること。 

 8 
「
 

 」
の欄は、当該事業年 

  度開始の日から法第53条第1項又は第2項に規定する6月経過日の前日までの期間の月数

(暦に従い計算し、1月に満たない端数を生じたときは、1月とする。)が6以外である場

合には、分子の「6」を当該月数に読み替えて計算した金額を記載すること。 

 9 
「
 

 」
から

「
 

 」
 

  まで及び
「
  」

の各欄は、当該事業年度開 

  始の日から法第72条の26第1項に規定する6月経過日の前日までの期間の月数(暦に従い

計算し、1月に満たない端数を生じたときは、1月とする。)が6以外である場合には、分

子の「6」を当該月数に読み替えて計算した金額を記載すること。 

 10 法第72条の48第2項ただし書又は令和2年旧法第72条の48第2項ただし書の規定によ

り事業税の申告をする法人にあっては、前事業年度の課税標準の総額の月数換算額を当

該期間の分割基準によって算出した第10号様式を添付すること。 

 11 「法第15条の4の徴収猶予を受けようとする税額 」の欄は、法第15条の4第1項又は

令和2年旧法第15条の4第1項の規定の適用を受けようとする場合において、第1号様式に

よる届出書に代えようとする法人が記載すること。 

 12 「通算親法人の事業年度の期間」の欄は、法人税法第2条第12号の7に規定する通算

子法人が、当該事業年度開始の日の属する当該法人に係る通算親法人(同条第12号の6

の7に規定する通算親法人をいう。)の事業年度の期間を記載すること。 
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第
六
号
の
三
様
式
（
そ
の
２
）
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産

業
規
格
Ａ
４
・
草
色
）
（
第
三
条
・
第
五
条
・
第
十
条
の

二
関
係
）

第六号の三様式(その2)(提出用)(用紙日本産業規格A4・草色)(第三条・第五条・第十条の二関係) 

  

 

 

 

受付印 

  ※
処
理
事
項 

発 信 年 月 日 
整 理 番 号 事務所 区

分 

管 理 番 号 
申告
区分 通信日付印 確 認 

              

  

  

        令和    年    月    日 
 
 

殿  

法 人 番 号 申告年月日 

  

  

    

年 月 日 

所 在 地 
本県が支店等
の場合は本店
所在地と併記 (電話                  ) 

事 業 種 目   

前 期 末 現 在 の 資 本 金 の 額
又 は 出 資 金 の 額 

兆 
( 

十億 百万 千 円 
) 

(ふりがな)     
        

法 人 名   
前期 末現 在の 資本 金の 額及 び
資 本 準 備 金 の 額 の 合 算 額 

  

        

(ふりがな)   (ふりがな)   

代 表 者
氏 名 

  
経理責任者
氏 名 

  
前 期 末 現 在 の
資 本 金 等 の 額 

  

        

 

令和   年   月   日から令和   年   月   日までの 
事業年度分又は
連結事業年度分 

の 
道 府 県 民 税 
事 業 税 
特別法人事業税 

※ 
の予定申告書           

 

  

事 業 税 道 府 県 民 税 

前 事 業 年 度 の 事 業 税 額 ( の金額) ⑧ 
兆 十億 百万 千 円 

0 0 前事業年度又は前連結事業
年度の法人税割額 

( の金額) 

① 

兆 十億 百万 千 円 
 

0 0 法 第 7 2 条 の 2 第 1 項 第 1 号 に 掲 げ る 事 業 

所 得 割 額 ×  ⑨ 
兆 十億 百万 千 円 

0 0 
予 定 申 告 税 額 

①×  
②         

0 0 付 加 価 値 割 額 ×  ⑩ 
  

      0 0 

資 本 割 額 ×  ⑪ 
  

      0 0 この申告が修正申告である場合は
既に納付の確定した当期分の法
人税割額 

③ 

  

      
0 0 法 第 7 2 条 の 2 第 1 項 第 2 号 に 掲 げ る 事 業 

収 入 割 額 ×  ⑫ 
兆 十億 百万 千 円 

0 0 
こ の 申 告 に よ り 納 付
す べ き 法 人 税 割 額 

②－③ 
④ 

  

      
0 0 法 第 7 2 条 の 2 第 1 項 第 3 号 に 掲 げ る 事 業 

所 得 割 額 ×  ⑬ 
兆 十億 百万 千 円 

0 0 均

等

割

額 

算 定 期 間 中 に お い て
事務所等を有していた月数 

⑤     月 
付 加 価 値 割 額 ×  ⑭ 

  
      0 0 

資 本 割 額 ×  ⑮ 
  

      0 0 

12

⑤
×円

 
⑥ 

兆 十億 百万 千 円 
 
 

0 0 収 入 割 額 ×  ⑯ 
  

      0 0 

事

業

税 

特
別
法
人 

前 事 業 年 度 の 特 別 法 人 事 業 税 額 (  の 金 額) ⑰ 
  

      0 0 こ の 申 告 に よ り 納 付
す べ き 道 府 県 民 税 額 

④＋⑥ 
⑦         

0 0 特 別 法 人 事 業 税 額 ⑰×  ⑱ 
  

      0 0 

予 定 申 告 税 額 (⑨ ＋ ⑩ ＋ ⑪ ＋ ⑫ ＋ ⑬ ＋ ⑭ ＋ ⑮ ＋ ⑯ ＋ ⑱) ⑲ 
  

      0 0 
こ の 申 告 の 期 間 

・    ・ 

・    ・ 
こ の 申 告 が 修 正 申 告 で あ る 場 合 は 既 に 納 付 の 確 定 し た

当 期 分 の 事 業 税 額 及 び 特 別 法 人 事 業 税 額 
⑳ 

  
      0 0 

前 事 業 年 度 又 は 前 連 結 事 業

年 度 の 期 間 

・    ・ 

・    ・ 
こ の 申 告 に よ り 納 付 す べ き 事 業 税 額 及 び

特 別 法 人 事 業 税 額 
⑲－⑳  

  
      0 0 

法 第 15 条 の 4 の 徴 収 猶 予 を 受 け よ う と す る 税 額            通 算 親 法 人 の 事 業 年 度
の 期 間 

・    ・ 

・    ・   

備 考 
  

関 与 税 理 士 署 名 
(電話          ) 

 

第六号の三様式(その2)(提出用)次葉(用紙日本産業規格A4・草色)(第三条・第五条・第十条の二関係) 

    
事業年度又は
連結事業年度 

・   ・ 

・   ・ 

法
人
名 

  

(

事

業

税) 

前 事 業 年 度 の 事 業 税 額 ・ 特 別 法 人 事 業 税 額 の 明 細 前事業年度又は前連結事業年度の法人税割額の明細 

摘 要 課 税 標 準 
税率 

( ) 
税 額 (特別控除取戻税額等又は個別帰属特別

控除取戻税額等) 

課税標準となる法人税額又は個別帰属法
人税額 

 

兆 
( 

十億 百万 千 円 
) 

法 第 7 2 条 の 2 第 1 項 第 1 号 に 掲 げ る 事 業 
          

所
得
割 

所 得 金 額 総 額  
兆 十億 百万 千 円     

法 人 税 割 額  
          

所 得 金 額  
            兆 十億 百万 千 円 道 府 県 民 税 の 特 定

寄 附 金 税 額 控 除 額 
 
          

付
加
価
値
割 

付 加 価 値 額 総 額  
              税 額 控 除 超 過 額

相 当 額 の 加 算 額 
 
          

付 加 価 値 額  
            兆 十億 百万 千 円 外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当

額又は個別控除対象所得税額等相当額の控除額 
 
          

資
本
割 

資 本 金 等 の 額 総 額  
              外 国 の 法 人 税 等

の 額 の 控 除 額 
 
          

資 本 金 等 の 額  
            兆 十億 百万 千 円 仮 装 経 理 に 基 づ く 法 人

税 割 額 の 控 除 額 
 
          

法 第 7 2 条 の 2 第 1 項 第 2 号 に 掲 げ る 事 業 
租 税 条 約 の 実 施 に 係 る
法 人 税 割 額 の 控 除 額 

 
          

収
入
割 

収 入 金 額 総 額  
兆 十億 百万 千 円     納 付 す べ き 法 人 税 割 額 

－ ＋ － － － －  
 
          

収 入 金 額  
            兆 十億 百万 千 円 のうち特別控除取戻税額等又は個別帰

属特別控除取戻税額等に係る法人税割額 
 
          

法 第 7 2 条 の 2 第 1 項 第 3 号 に 掲 げ る 事 業 
差 引 法 人 税 割 額 

－ －   
          

所
得
割 

所 得 金 額 総 額  
兆 十億 百万 千 円     

  

所 得 金 額  
            兆 十億 百万 千 円 

付
加
価
値
割 

付 加 価 値 額 総 額  
              

付 加 価 値 額  
            兆 十億 百万 千 円 

資
本
割 

資 本 金 等 の 額 総 額  
              

資 本 金 等 の 額  
            兆 十億 百万 千 円 

収
入
割 

収 入 金 額 総 額  
              

収 入 金 額  
            兆 十億 百万 千 円 

合 計 事 業 税 額 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋             

事 業 税 の 特 定 寄 附 金 税 額 控 除 額            

仮 装 経 理 に 基 づ く 事 業 税 額 の 控 除 額            

租 税 条 約 の 実 施 に 係 る 事 業 税 額 の 控 除 額            

納 付 す べ き 事 業 税 額   － － －             

の
内
訳 

法 第 72 条 の 2 第 1 項 第 1 号 又 は 第 2 号 に 掲 げ る 事 業 

所 得 割  
兆 十億 百万 千 円 

付 加 価 値 割  
兆 十億 百万 千 円 

資 本 割  
          

収 入 割  
          

法 第 72 条 の 2 第 1 項 第 3 号 に 掲 げ る 事 業 

所 得 割  
兆 十億 百万 千 円 

付 加 価 値 割  
兆 十億 百万 千 円 

資 本 割            収 入 割            

(

特
別
法
人
事
業
税) 

摘 要 課 税 標 準 
税率 

( ) 
税 額 

法第72条の2第1項第1号に掲げる事業の
所得割に係る特別法人事業税額  

兆 十億 百万 千 円 
0 0   

兆 十億 百万 千 円 

法第72条の2第1項第2号に掲げる事業の
収入割に係る特別法人事業税額          0 0   

          

法第72条の2第1項第3号に掲げる事業の
収入割に係る特別法人事業税額 

         0 0   
          

合 計 特 別 法 人 事 業 税 額 ( ＋ ＋ )            

仮 装 経 理 に 基 づ く 特 別 法 人 事 業 税 額 の 控 除 額            

租 税 条 約 の 実 施 に 係 る 特 別 法 人 事 業 税 額 の 控 除 額            

納 付 す べ き 特 別 法 人 事 業 税 額  － －             

 

第六号の三様式(その2)(入力用)(用紙日本産業規格A4・草色)(第三条・第五条・第十条の二関係) 

1     
整 理 番 号 事務所 

区
分 

管 理 番 号 
申告
区分 

24 

  
  A     

  

 

 
25 

法 人 番 号 申告年月日 43 

  
  

    
年 月 日 

    
 

12 
B 

  

  

  
70 

  
        

  

前期末現在の資本金の額

又 は 出 資 金 の 額 71 
  

        

前期末現在の資本金の額及び

資本準備金の額の合算額 
72 

  
        

前 期 末 現 在 の

資 本 金 等 の 額 
73 

  
        

44   49  50   55 56   69 

事業年度又は

連結事業年度 

  
                      予備 

  
        

 

12 
B   8 

  
      0 0 

12 
B   

01 

  

      

0 0 

  

      

  

      

9 
  

      0 0 

02 

  

      

0 0 10 
  

      0 0 

11 
  

      0 0 

03 

  

      

0 0   

12 
  

      0 0 

04 

  

      

0 0   

13 
  

      0 0 

05         

  14 
  

      0 0 

15 
  

      0 0 

06 

  

      

0 0 16 
  

      0 0 

17 
  

      0 0 

07 

  

      

0 0 18 
  

      0 0 

19 
  

      0 0 

  

20 
  

      0 0 

21 
  

      0 0 

22 
  

        

 

  
分割

基準 

分割

県数 
  

12 
B   80 

  
        

  

  

  

事

業

税 

1 

総 数 81 
  

        

本県分 82 
  

        

2 

総 数 83 
  

        

本県分 84 
  

        

3 

総 数 85 
  

        

本県分 86 
  

        

売
上
高 

総 数 87           

 軌道又

は鉄道 
88 

  
        

 

第6号の3様式(その2)記載要領 

1 この申告書は、法第72条の2第1項第3号に掲げる事業を行う法人(同項第1号又は第2号に

掲げる事業と同項第3号に掲げる事業とを併せて行う法人並びに同項第1号に掲げる事業、

同項第2号に掲げる事業及び同項第3号に掲げる事業を併せて行う法人を含み、同項第4号

に掲げる事業を行う法人を除く。)が前事業年度又は前連結事業年度(所得税法等の一部を

改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定

に限る。)による改正前の法人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。)の法

人税割額並びに前事業年度の事業税額及び特別法人事業税額を基礎にして中間申告をす

る場合に使用すること。 

2 この申告書は、事務所又は事業所所在地の道府県知事に1通を提出すること。ただし、2

以上の道府県に事務所又は事業所を有する法人は、主たる事務所又は事業所(外国法人に

あっては、この法律の施行地において行う事業の経営の責任者が主として執務する事務所

又は事業所)所在地の道府県知事に対しては、写し(提出用の写し)1通を添付すること。 

3 ※印の欄は記載しないこと。 

4 「法人番号」欄には、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号をいう。)を記載すること。 

5 金額の単位区分(けた)のある欄の記載に際しては、単位区分に従って正確に金額を記載

すること。 

6 法人課税信託の受託者が当該法人課税信託について、この申告書を提出する場合にあっ

ては、「法人名」の欄には法人課税信託の名称を併記すること。 

7 「前期末現在の資本金等の額」の欄は、法第23条第1項第4号の2ロ若しくはハ(政令第6

条の24第2号又は第3号に定める金額に限る。)又は地方税法等の一部を改正する法律(令和

2年法律第5号)附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の法(以下この記載要領におい

て「令和2年旧法」という。)第23条第1項第4号の5ロ、ハ若しくはホ(地方税法施行令の一

部を改正する政令(令和2年政令第264号)による改正前の政令第6条の25第2号又は第3号に

定める金額に限る。)に定める額を記載すること。 

8 
「
 

 」
の欄は、当該事業年度 

 開始の日から法第53条第1項又は第2項に規定する6月経過日の前日までの期間の月数(暦

に従い計算し、1月に満たない端数を生じたときは、1月とする。)が6以外である場合には、

分子の「6」を当該月数に読み替えて計算した金額を記載すること。 

9 
「
 

 」
から

「
 

 」
 

 まで及び
「
 

 」
の各欄は、当該事業年度開始の 

 日から法第72条の26第1項に規定する6月経過日の前日までの期間の月数(暦に従い計算し、

1月に満たない端数を生じたときは、1月とする。)が6以外である場合には、分子の「6」

を当該月数に読み替えて計算した金額を記載すること。 

10 法第72条の48第2項ただし書又は令和2年旧法第72条の48第2項ただし書の規定により

事業税の申告をする法人にあっては、前事業年度の課税標準の総額の月数換算額を当該期

間の分割基準によって算出した第10号様式を添付すること。 

11 「法第15条の4の徴収猶予を受けようとする税額㉒」の欄は、法第15条の4第1項又は令

和2年旧法第15条の4第1項の規定の適用を受けようとする場合において、第1号様式による

届出書に代えようとする法人が記載すること。 

12 「通算親法人の事業年度の期間」の欄は、法人税法第2条第12号の7に規定する通算子

法人が、当該事業年度開始の日の属する当該法人に係る通算親法人(同条第12号の6の7に

規定する通算親法人をいう。)の事業年度の期間を記載すること。 
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第
六
号
の
三
様
式
（
そ
の
３
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ

４
・
草
色
）
（
第
三
条
・
第
五
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

第六号の三様式(その3)(用紙日本産業規格A4・草色)(第三条・第五条・第十条の二関係) 

  

 

 

 

受付印 

  ※
処
理
事
項 

発 信 年 月 日 
整 理 番 号 事務所 区

分 

管 理 番 号 
申告
区分 通信日付印 確 認 

              

  

  

        令和    年    月    日 
 
 

殿  

法 人 番 号 申告年月日 

  

  

    

年 月 日 

所 在 地 
本県が支店等
の場合は本店
所在地と併記 (電話                  ) 

事 業 種 目   

前 期 末 現 在 の 資 本 金 の 額
又 は 出 資 金 の 額 

兆 
( 

十億 百万 千 円 
) 

(ふりがな)     
        

法 人 名   
前期 末現 在の 資本 金の 額及 び
資 本 準 備 金 の 額 の 合 算 額 

  

        

(ふりがな)   (ふりがな)   

代 表 者
氏 名 

  
経理責任者
氏 名 

  
前 期 末 現 在 の
資 本 金 等 の 額 

  

        

 

令和   年   月   日から令和   年   月   日までの 
事業年度分又は
連結事業年度分 

の 
道 府 県 民 税 
事 業 税 
特別法人事業税 

※ 
の予定申告書           

 

  

事 業 税 道 府 県 民 税 

前 事 業 年 度 の 事 業 税 額 ( の金額) ⑧ 
兆 十億 百万 千 円 

0 0 前事業年度又は前連結事業
年度の法人税割額 

( の金額) 

① 

兆 十億 百万 千 円 
 

0 0 法 第 7 2 条 の 2 第 1 項 第 1 号 に 掲 げ る 事 業 

所 得 割 額 ×  ⑨ 
兆 十億 百万 千 円 

0 0 
予 定 申 告 税 額 

①×  
②         

0 0 付 加 価 値 割 額 ×  ⑩         0 0 

資 本 割 額 ×  ⑪ 
  

      0 0 この申告が修正申告である場合は
既に納付の確定した当期分の法
人税割額 

③         

0 0 法 第 7 2 条 の 2 第 1 項 第 2 号 に 掲 げ る 事 業 

収 入 割 額 ×  ⑫ 
兆 十億 百万 千 円 

0 0 こ の 申 告 に よ り 納 付
す べ き 法 人 税 割 額 

②－③ 
④         

0 0 法 第 7 2 条 の 2 第 1 項 第 3 号 に 掲 げ る 事 業 

所 得 割 額 ×  ⑬ 
兆 十億 百万 千 円 

0 0 均

等

割

額 

算 定 期 間 中 に お い て
事務所等を有していた月数 

⑤     月 
付 加 価 値 割 額 ×  ⑭ 

  
      0 0 

資 本 割 額 ×  ⑮         0 0 
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⑤
×円

 
⑥ 

兆 十億 百万 千 円 
 
 

0 0 収 入 割 額 ×  ⑯         0 0 

法 第 7 2 条 の 2 第 1 項 第 4 号 に 掲 げ る 事 業 こ の 申 告 に よ り 納 付
す べ き 道 府 県 民 税 額 

④＋⑥ 
⑦         

0 0 付 加 価 値 割 額 ×  ⑰ 
兆 十億 百万 千 円 

0 0 

資 本 割 額 ×  ⑱ 
  

      0 0 
こ の 申 告 の 期 間 

・    ・ 

・    ・ 
収 入 割 額 ×  ⑲ 

  
      0 0 

前 事 業 年 度 又 は 前 連 結 事 業

年 度 の 期 間 

・    ・ 

・    ・ 事

業

税 

特
別
法
人 

前 事 業 年 度 の 特 別 法 人 事 業 税 額 (  の 金 額) ⑳ 
  

      0 0 

特 別 法 人 事 業 税 額 ⑳×   
  

      0 0 通 算 親 法 人 の 事 業 年 度
の 期 間 

・    ・ 

・    ・ 
予 定 申 告 税 額 

(⑨ ＋ ⑩ ＋ ⑪ ＋ ⑫ ＋ ⑬ ＋ ⑭ ＋ ⑮ ＋ ⑯ ＋ ⑰ ＋ ⑱ ＋ ⑲ ＋ ) 
 

  

      0 0 
備考   

こ の 申 告 が 修 正 申 告 で あ る 場 合 は 既 に 納 付 の 確 定 し た
当 期 分 の 事 業 税 額 及 び 特 別 法 人 事 業 税 額 

         0 0 

関与税理士

署 名 

(電話            ) 

こ の 申 告 に よ り 納 付 す べ き 事 業 税 額 及 び
特 別 法 人 事 業 税 額 

－           0 0 

法 第 15 条 の 4 の 徴 収 猶 予 を 受 け よ う と す る 税 額            

 

第六号の三様式(その3)次葉(用紙日本産業規格A4・草色)(第三条・第五条・第十条の二関係) 

    
事業年度又は
連結事業年度 

・   ・ 

・   ・ 

法
人
名 

  

 
 前事業年度の事業税額の明細 前事業年度又は前連結事業年度の法人税割額の明細 

摘 要 課 税 標 準 
税率 

( ) 
税 額 (特別控除取戻税額等又は個別帰属特別

控除取戻税額等) 

課税標準となる法人税額又は個別帰属法
人税額 

 

兆 
( 

十億 百万 千 円 
) 

法 第 7 2 条 の 2 第 1 項 第 1 号 に 掲 げ る 事 業 
          

所
得
割 

所 得 金 額 総 額  
兆 十億 百万 千 円     

法 人 税 割 額  
          

所 得 金 額  
            兆 十億 百万 千 円 道 府 県 民 税 の 特 定

寄 附 金 税 額 控 除 額 
 
          

付
加
価
値
割 

付 加 価 値 額 総 額  
              税 額 控 除 超 過 額

相 当 額 の 加 算 額 
 
          

付 加 価 値 額  
            兆 十億 百万 千 円 外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当

額又は個別控除対象所得税額等相当額の控除額 
 
          

資
本
割 

資 本 金 等 の 額 総 額  
              外 国 の 法 人 税 等

の 額 の 控 除 額 
 
          

資 本 金 等 の 額  
            兆 十億 百万 千 円 仮 装 経 理 に 基 づ く 法 人

税 割 額 の 控 除 額 
 
          

法 第 7 2 条 の 2 第 1 項 第 2 号 に 掲 げ る 事 業 
租 税 条 約 の 実 施 に 係 る
法 人 税 割 額 の 控 除 額 

 
          

収
入
割 

収 入 金 額 総 額  
兆 十億 百万 千 円     納 付 す べ き 法 人 税 割 額 

－ + － － － －  
 
          

収 入 金 額  
            兆 十億 百万 千 円 のうち特別控除取戻税額等又は個別帰

属特別控除取戻税額等に係る法人税割額 
 
          

法 第 7 2 条 の 2 第 1 項 第 3 号 に 掲 げ る 事 業 
差 引 法 人 税 割 額 

－ －   
          

所
得
割 

所 得 金 額 総 額  
兆 十億 百万 千 円     

前事業年度の特別法人事業税額の明細 

所 得 金 額  
            兆 十億 百万 千 円 法 第 7 2 条 の 2 第 1 項 第 1 号 に 掲

げる事業の基準法人所得割額 
 

兆 十億 百万 千 円 
0 0 

付
加
価
値
割 

付 加 価 値 額 総 額  
              同 上 に 対 す る 特 別 法 人 事 業 税 額 

( ×   ／100) 
 
          

付 加 価 値 額  
            兆 十億 百万 千 円 法 第 7 2 条 の 2 第 1 項 第 2 号 に 掲

げる事業の基準法人収入割額 
 
         

0 0 

資
本
割 

資 本 金 等 の 額 総 額  
              同 上 に 対 す る 特 別 法 人 事 業 税 額 

( ×   ／100) 
 
          

資 本 金 等 の 額  
            兆 十億 百万 千 円 法 第 7 2 条 の 2 第 1 項 第 3 号 に 掲

げる事業の基準法人収入割額 
 
         

0 0 

収
入
割 

収 入 金 額 総 額  
              同 上 に 対 す る 特 別 法 人 事 業 税 額 

( ×   ／100) 
 
          

収 入 金 額  
            兆 十億 百万 千 円 法 第 7 2 条 の 2 第 1 項 第 4 号 に 掲

げる事業の基準法人収入割額 
 
         

0 0 

法 第 7 2 条 の 2 第 1 項 第 4 号 に 掲 げ る 事 業 
同 上 に 対 す る 特 別 法 人 事 業 税 額 

( ×   ／100)  
          

付
加
価
値
割 

付 加 価 値 額 総 額  
兆 十億 百万 千 円     合 計 特 別 法 人 事 業 税 額 

( ＋ ＋ ＋ ) 
 
          

付 加 価 値 額  
            兆 十億 百万 千 円 仮 装 経 理 に 基 づ く

特 別 法 人 事 業 税 額 の 控 除 額 
 
          

資
本
割 

資 本 金 等 の 額 総 額  
              租 税 条 約 の 実 施 に 係 る

特 別 法 人 事 業 税 額 の 控 除 額 
 
          

資 本 金 等 の 額  
            兆 十億 百万 千 円 納 付 す べ き 特 別 法 人 事 業 税 額 

－ －  
 
          

収
入
割 

収 入 金 額 総 額  
              

  

収 入 金 額  
            兆 十億 百万 千 円 

合計事業税額 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋             

事 業 税 の 特 定 寄 附 金 税 額 控 除 額            

仮 装 経 理 に 基 づ く 事 業 税 額 の 控 除 額            

租 税 条 約 の 実 施 に 係 る 事 業 税 額 の 控 除 額            

納 付 す べ き 事 業 税 額   － － －             

の
内
訳 

法 第 72 条 の 2 第 1 項 第 1 号 又 は 第 2 号 に 掲 げ る 事 業 

所 得 割  
兆 十億 百万 千 円 

付 加 価 値 割  
兆 十億 百万 千 円 

資 本 割  
          

収 入 割  
          

法 第 72 条 の 2 第 1 項 第 3 号 に 掲 げ る 事 業 

所 得 割  
兆 十億 百万 千 円 

付 加 価 値 割  
兆 十億 百万 千 円 

資 本 割            収 入 割            

法 第 72 条 の 2 第 1 項 第 4 号 に 掲 げ る 事 業 

  
付 加 価 値 割  

兆 十億 百万 千 円 

資 本 割  
兆 十億 百万 千 円 

収 入 割            

 

第6号の3様式(その3)記載要領 

 1 この申告書は、法第72条の2第1項第4号に掲げる事業を行う法人(同項第1号、第2号又は第

3号に掲げる事業と同項第4号に掲げる事業とを併せて行う法人並びに同項第1号に掲げる

事業、同項第2号に掲げる事業及び同項第3号に掲げる事業のうち2以上の事業と同項第4号

に掲げる事業とを併せて行う法人を含む。)が前事業年度又は前連結事業年度(所得税法等

の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1条第5号ロに掲げる改

正規定に限る。)による改正前の法人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。)

の法人税割額並びに前事業年度の事業税額及び特別法人事業税額を基礎にして中間申告を

する場合に使用すること。 

 2 この申告書は、事務所又は事業所所在地の道府県知事に1通を提出すること。ただし、2

以上の道府県に事務所又は事業所を有する法人は、主たる事務所又は事業所(外国法人に

あっては、この法律の施行地において行う事業の経営の責任者が主として執務する事務所

又は事業所)所在地の道府県知事に対しては、写し(提出用の写し)1通を添付すること。 

 3 ※印の欄は記載しないこと。 

 4 「法人番号」欄には、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号をいう。)を記載すること。 

 5 金額の単位区分(けた)のある欄の記載に際しては、単位区分に従って正確に金額を記載す

ること。 

 6 法人課税信託の受託者が当該法人課税信託について、この申告書を提出する場合にあって

は、「法人名」の欄には法人課税信託の名称を併記すること。 

 7 「前期末現在の資本金等の額」の欄は、法第23条第1項第4号の2ロ若しくはハ(政令第6条

の24第2号又は第3号に定める金額に限る。)又は地方税法等の一部を改正する法律(令和2年

法律第5号)附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の法(以下この記載要領において「令

和2年旧法」という。)第23条第1項第4号の5ロ、ハ若しくはホ(地方税法施行令の一部を改正

する政令(令和2年政令第264号)による改正前の政令第6条の25第2号又は第3号に定める金額

に限る。)に定める額を記載すること。 

 8 「 」の欄は、当該事業

年度開始の日から法第53条第1項又は第2項に規定する6月経過日の前日までの期間の月数

(暦に従い計算し、1月に満たない端数を生じたときは、1月とする。)が6以外である場合に

は、分子の「6」を当該月数に読み替えて計算した金額を記載すること。 

 9 
「

」
から

「
」

まで及び
「

」
の各欄は、当該事業年度開始

の日から法第72条の26第1項に規定する6月経過日の前日までの期間の月数(暦に従い計算

し、1月に満たない端数を生じたときは、1月とする。)が6以外である場合には、分子の「6」

を当該月数に読み替えて計算した金額を記載すること。 

 10 法第72条の48第2項ただし書又は令和2年旧法第72条の48第2項ただし書の規定により事

業税の申告をする法人にあっては、前事業年度の課税標準の総額の月数換算額を当該期間

の分割基準によって算出した第10号様式を添付すること。 

 11 「法第15条の4の徴収猶予を受けようとする税額 」の欄は、法第15条の4第1項又は令和

2年旧法第15条の4第1項の規定の適用を受けようとする場合において、第1号様式による届

出書に代えようとする法人が記載すること。 

 12 「通算親法人の事業年度の期間」の欄は、法人税法第2条第12号の7に規定する通算子法

人が、当該事業年度開始の日の属する当該法人に係る通算親法人(同条第12号の6の7に規定

する通算親法人をいう。)の事業年度の期間を記載すること。 

第
七
号
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
三
条
・

第
十
条
の
二
関
係
）

第七号様式(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係) 

外国関係会社に係る控除対象所得税額等相当額

及び個別控除対象所得税額等相当額の控除に関

する明細書(その1) 

事業年度又は

連結事業年度 

・    ・ 

・    ・ 

法
人
名 

  

政令第9条の7第6項ただし書又は令和2年旧政令第9条の7第7項ただし書の規定の適用の有無 有 ・ 無 

控除する金額の計算 

所得税等の額 ① 
円 

国税の控除額   ③＋④ ⑤ 
円 

控除対象所得税額等相当額又は個別控

除対象所得税額等相当額 
② 

  控除対象所得税額等相当額又は個別控

除対象所得税額等相当額のうち⑤の額

を超える額    ②－⑤ 

⑥ 

  

法人税の控除額 ③ 
  

道府県民税の法人税割額    ⑫ ⑦ 
  

地方法人税の控除額 ④ 
  

控除する金額(⑥若しくは⑦のうち少な

い額又は⑬) 
⑧ 

  

各道府県ごとに控除する金額の明細 

事 務 所 又 は 事 業 所 
従業者

数又は

補正後

の従業

者 数  

控除すべき金額 

 

⑨ 

各道府県ごとに算

定した法人税割額 

⑩ 

各道府県ごとに

控除する金額 

(⑨又は⑩のうち

少ない額) 

⑪ 
名 称 所 在 地 

    
人 円 円 円 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

合 計     
⑫ ⑬ 
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第七号様式(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係) 

外国関係会社に係る控除対象所得税額等相当額

及び個別控除対象所得税額等相当額の控除に関

する明細書(その2) 

 事業年度又は

連結事業年度 

・    ・ 

・    ・ 

法
人
名 

  

政令第9条の7第6項ただし書又は令和2年旧政

令第9条の7第7項ただし書の規定の適用の有無 
有 ・ 無 

政令第48条の13第7項ただし書又は令和2年旧政

令第48条の13第8項ただし書の規定の適用の有無 
有 ・ 無 

控除する金額の計算 

所得税等の額 ① 

円 控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象

所得税額等相当額のうち⑤の額を超える額は

上段に、⑤と⑦の合計額を超える額は下段に 

⑥ 
(イ) 円 

(ロ)   

控除対象所得税額等相当額又は個別控

除対象所得税額等相当額 
② 

  

道府県民税の法人税割額     ⑦ 

  

法人税の控除額 ③ 

  

市町村民税の法人税割額     ⑧ 

  

地方法人税の控除額 ④ 

  控除する金額(⑥(イ)若しくは⑦のうち少な

い額又は は上段に、⑥(ロ)若しくは⑧のう

ち少ない額又は は下段に) 

⑨ 
  

  

国税の控除額   ③＋④ ⑤ 

  

  

各都道府県・市町村ごとに控除する金額の明細 

事 務 所 又 は 事 業 所 
従業者
数又は
補正後
の従業
者数  

各都道府県ご
とに控除すべ
き金額 

⑩ 

各都道府県ご
とに算定した
法人税割額 

⑪ 

各都道府県ご
とに控除する
金額 (⑩又は
⑪のうち少な
い額)  ⑫ 

従業者
数又は
補正後
の従業
者数  

各市町村ごと
に控除すべき
金額 

⑬ 

各市町村ごと
に算定した法
人税割額 

⑭ 

各市町村ごと
に控除する金
額(⑬又は⑭
のうち少ない
額)   ⑮ 

特

別

区

以

外 

名 称 所 在 地 

    
人 円 円 円 人 円 円 円 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

小 計   
⑯ 

      
⑰ 

    

特
別
区 

      
⑱(⑥(イ)－⑯) 

      
⑲(⑥(ロ)－⑰) 

    

合 計   
⑳   

  
   

第7号様式記載要領 

 1 この明細書は、内国法人が法第53条第36項及び第321条の8第36項又は地方税法等の一部を改正す

る法律(令和2年法律第5号)附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の法(以下この記載要領にお

いて「令和2年旧法」という。)第53条第24項及び第321条の8第24項の規定の適用を受ける場合に記

載し、東京都内に事務所又は事業所を有する内国法人が東京都に提出する第6号様式、第6号様式(そ

の2)若しくは第6号様式(その3)の申告書又は第10号の3様式の更正請求書に添付する場合は(その2)

により、それ以外の場合は(その1)によること。なお、(その2)は(その1)に代えて使用して差し支え

ないものであること。 

 2 法人課税信託の受託者が当該法人課税信託について、第6号様式、第6号様式(その2)若しくは第6

号様式(その3)の申告書又は第10号の3様式の更正請求書に添付する場合には、「法人名」の欄には

法人課税信託の名称を併記すること。 

 3 (その1)の記載に当たっては、次によること。 

  (1) 「所得税等の額①」の欄は、法人税の明細書(別表17(3の6)付表)の(5)の欄の金額を記載する

こと。 

  (2) 「控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額②」の欄は、法人税の明細

書(別表17(3の6)付表)の(31)の欄の金額を記載すること。 

  (3) 「法人税の控除額③」の欄は、法人税の明細書(別表17(3の6))の(3)又は法人税法施行規則の

一部を改正する省令(令和5年財務省令第34号)による改正前の法人税の明細書(別表17(3の6))

(以下この記載要領において「令和5年旧法人税の明細書(別表17(3の6))という。)の(11)の各欄

の金額を記載すること。 

  (4) 「地方法人税の控除額④」の欄は、法人税の明細書(別表17(3の6))の(4)の欄の金額と地方法

人税の申告書(別表1)の(7)の欄の金額から法人税の明細書(別表6(5の2))の(8)の欄の金額を控

除した金額のうち少ない金額又は地方法人税の明細書(別表2付表3)の(16)の欄の金額を記載す

ること。 

  (5) 「各道府県ごとに算定した法人税割額⑩」の欄は、第6号様式、第6号様式(その2)又は第6号

様式(その3)の「法人税割額⑦」の欄の金額から「道府県民税の特定寄附金税額控除額⑧」の欄

の金額を控除し、「税額控除超過額相当額の加算額⑨」の欄の金額を加算した金額を記載する

こと。 

 4 (その2)の記載に当たっては、次によること。 

  (1) 「所得税等の額①」の欄は、法人税の明細書(別表17(3の6)付表)の(5)の欄の金額を記載する

こと。 

  (2) 「控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額②」の欄は、法人税の明細

書(別表17(3の6)付表)の(31)の欄の金額を記載すること。 

  (3) 「法人税の控除額③」の欄は、法人税の明細書(別表17(3の6))の(3)又は令和5年旧法人税の

明細書(別表17(3の6))の(11)の各欄の金額を記載すること。 

  (4) 「地方法人税の控除額④」の欄は、法人税の明細書(別表17(3の6))の(4)の欄の金額と地方法

人税の申告書(別表1)の(7)の欄の金額から法人税の明細書(別表6(5の2))の(8)の欄の金額を控

除した金額のうち少ない金額又は地方法人税の明細書(別表2付表3)の(16)の欄の金額を記載す

ること。 

  (5) 「各都道府県ごとに算定した法人税割額⑪」の欄は、第6号様式、第6号様式(その2)又は第6

号様式(その3)の「法人税割額⑦」の欄の金額から「道府県民税の特定寄附金税額控除額⑧」の

欄の金額を控除し、「税額控除超過額相当額の加算額⑨」の欄の金額を加算した金額を記載す

ること。 

  (6) 「各市町村ごとに算定した法人税割額⑭」の欄は、第20号様式の「課税標準となる法人税額

又は個別帰属法人税額及びその法人税割額⑤」の「税額」の欄の金額又は「2以上の市町村に事

務所又は事業所を有する法人における課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額及びその

法人税割額⑥」の「税額」の欄の金額から「市町村民税の特定寄附金税額控除額⑦」の欄の金

額を控除し、「税額控除超過額相当額の加算額⑧」の欄の金額を加算した金額を記載すること。 

 5 内国法人が法第53条第37項及び第321条の8第37項又は令和2年旧法第53条第25項及び第321条の8

第25項の規定の適用を受ける場合には、この表に所要の調整をして記載すること。 

第
七
号
の
二
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
三

条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

第七号の二様式(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係) 

外国の法人税等の額の控除に関する明細

書(その1) 
事業年度又は

連結事業年度 

・    ・ 

・    ・ 

法
人
名 

  

政令第9条の7第6項ただし書又は令和2年旧政

令第9条の7第7項ただし書の規定の適用の有無 
有 ・ 無 前3年以内の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額の明細 

  事業年度又は

連結事業年度 

控除未済

外国税額等 
⑮ 

当期控除額 

⑯ 

翌期繰越額 当期において控除する外国税額及び税額控除不足額相当

額の計算 ⑮－⑯ 
⑰ 

控
除
対
象
外
国
税
額 

当 期 の 控 除 対 象 外 国 税 額 

(別表1の⑥) 
① 

円 
・   ・ 

・   ・ 

円 円 

  
    

前3年以内の控除限度額を超える 

外国税額(別表1の⑱) 
②   

・   ・ 

・   ・ 

    
円 

計     ①＋②    ③   

      

当
期
分
の
控
除
外
国
税
額 

国 税 の 控 除 限 度 額 
(別表1の①、同表の⑥又は(同表の
①＋同表の②)) 

④   
・   ・ 

・   ・ 

      

外国税額のうち④の額を超える額 

③－④    
⑤         

道 府 県 民 税 の 控 除 限 度 額 

(別表1の③) 
⑥   

・   ・ 

・   ・ 

      

前3年以内の控除余裕額のうち

当期加算額(別表1の ) 
⑦         

計     ⑥＋⑦    ⑧   
・   ・ 

・   ・ 

      

当 期 分 の 控 除 外 国 税 額 

(⑤又は⑧のうち少ない額) 
⑨         

・   ・ 

・   ・ 

      ⑨ 又 は 当 初 申 告 税 額 控 除 額 ⑩   

      前3年以内の控除未済外国税額及び

控除未済税額控除不足額相当額 
⑪   

当 期 分     

  
法第53条第42項により控除できる

金額(別表7(その1)の⑧) 
⑫   

  
当期分として算定した法人税割額( 又
は第6号様式の⑦－⑧＋⑨－⑩、第6号様
式(その2)の⑦－⑧＋⑨－⑩若しくは第
6号様式(その3)の⑦－⑧＋⑨－⑩) 

⑬   

計   ⑪  

円 円 
  

当期において控除する外国税額及び
税額控除不足額相当額(⑬若しくは
(⑩＋⑪＋⑫)のうち少ない額又は ) 

⑭   
    

  

各道府県ごとに控除する外国税額及び税額控除不足額相当額の明細 

事 務 所 又 は 事 業 所 
従業者

数又は

補正後

の従業

者数 

 
控 除 す べ き

外 国 税 額 等 

 

⑱ 

 
 各道府県ごとに

算定した法人税

割額 

⑲ 

各道府県ごとに控

除する外国税額等

(⑱又は⑲のうち少

ない額)    ⑳ 名 称 所 在 地 

    人 円 円 円 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

合 計       

 

266



第七号の二様式(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係) 

外国の法人税等の額の控除に関する明細書

(その2) 

事業年度又は

連結事業年度 
・    ・ 

・    ・ 

法
人
名 

  

政令第9条の7第6項ただし書又は令和2年旧政令

第9条の7第7項ただし書の規定の適用の有無 
有・無 前3年以内の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額の明細 

政令第48条の13第7項ただし書又は令和2年旧政

令第48条の13第8項ただし書の規定の適用の有無 
有・無  事業年度又は

連結事業年度 

控除未済

外国税額等 
⑯ 

当期控除額  翌期繰越額 

 ⑯－⑰ 
⑱ 

当期において控除する外国税額及び税額控除不足額相当額の計算 
⑰ 

・   ・ 

・   ・ 

民

税 

道
府
県 

円 円   

控
除
対
象
外
国
税
額 

 当 期 の 控 除 対 象 外 国 税 額 

 (別表1の⑥) ① 

円     

民

税 

市
町
村 

    

 前3年以内の控除限度額を超える

外国税額(別表1の⑱) 
② 

      

・   ・ 

・   ・ 

民

税 

道
府
県 

    円 

      

計 ①＋② 
③ 

  
民

税 

市
町
村 

      

      

当

期

分

の

控

除

外

国

税

額 

 国 税 の 控 除 限 度 額 
 (別表1の①、同表の⑥又は(同表の①＋同
表の②)) ④ 

  

・   ・ 

・   ・ 

民

税 

道
府
県 

      

      

 外国税額のうち④の額を超える額
は上段に、④と⑥の合計額を超え
る額は下段に ⑤ 

  民

税 

市
町
村 

      

        

・   ・ 

・   ・ 

民

税 

道
府
県 

      
 道 府 県 民 税 の 控 除 限 度 額 

 (別表1の③) 
⑥ 

  

      

民

税 

市
町
村 

      

 市 町 村 民 税 の 控 除 限 度 額 

 (別表1の④) ⑦ 

        

・   ・ 

・   ・ 

民

税 

道
府
県 

      

 前3年以内の控除余裕額のうち
当期加算額(別表1の は上段に、
は下段に) ⑧ 

(イ)       

(ロ) 民

税 

市
町
村 

      

計 
 (⑥＋⑧(イ)は上段に、⑦＋⑧(ロ)は下
段に) ⑨ 

        

  

・   ・ 

・   ・ 

民

税 

道
府
県 

      

 当 期 分 の 控 除 外 国 税 額 
 (⑤又は⑨の各段のうち少ない額) 

⑩ 

(イ)       

民

税 

市
町
村 

      
(ロ)       

 ⑩ 又 は 当 初 申 告 税 額 控 除 額 
⑪ 

(イ) 

計 

(イ) 

 ⑫ 

(ロ) 

民

税 

道
府
県 

      

(ロ)       

 前 3年以内の控除未済外国税額及び

控 除 未 済 税 額 控 除 不 足 額 相 当 額 
⑫ 

(イ) 民

税 

市
町
村 

      

      
(ロ) 

当 期 分 

民

税 

道
府
県 

      

 法第53条第42項及び第321条の8第42項に

より控除できる金額(別表7(その2)の⑧) 
⑬ 

(イ)   

(ロ) 民

税 

市
町
村 

  

   当期分として算定した法人税割額( 若しく
は 又は第6号様式の⑦－⑧＋⑨－⑩、第6
号様式(その2)の⑦－⑧＋⑨－⑩若しくは第
6号様式(その3)の⑦－⑧＋⑨－⑩) ⑭ 

  

翌期繰越額計 

民

税 

道
府
県 

      

    

 当期において控除する外国税額及び税額
控除不足額相当額(⑭若しくは(⑪＋⑫＋
⑬)のうち少ない額又は 及び ) ⑮ 

  
民

税 

市
町
村 

  

    

各都道府県・市町村ごとに控除する外国税額及び税額控除不足額相当額の明細 

事務所又は事業所 
従業者数
又は補正
後の従業
者数 

各都道府県ご
とに控除すべ
き外国税額等 
 
 

⑲ 

各都道府県ご
とに算定した
法人税割額 
 
 

⑳ 

各都道府県ご
とに控除する
外国税額等
(⑲又は⑳のう
ち少ない額) 

 

従業者数
又は補正
後の従業
者数 

各市町村ごと
に控除すべき
外国税額等 
 
 

 

各市町村ごと
に算定した法
人税割額 
 
 

 

各市町村ごとに
控除する外国税
額等( 又は の
うち少ない額) 
 

 
特

別

区

以

外 

名 称 所 在 地 

    人 円 円 円 人 円 円 円 

                    

                    

                    

                    

小 計 
              

特
別
区 

      ((⑪(イ)＋

⑫(イ)＋⑬

(イ))－ ) 

      ((⑪(ロ)

＋⑫(ロ)＋

⑬(ロ))－ ) 

    

合 計 
          

  控除未済繰
越額 

－   

    控除未済繰
越額 

－   

  

 

第7号の2様式記載要領 

 1 この明細書は、外国において課された外国の法人税等の額を法第53条第38項及び第321条

の8第38項又は地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)附則第1条第5号に掲げ

る規定による改正前の法第53条第26項及び第321条の8第26項の規定により法人税割額から

控除しようとする場合に記載し、東京都内に事務所又は事業所を有する法人が東京都に提出

する第6号様式、第6号様式(その2)若しくは第6号様式(その3)の申告書又は第10号の3様式の

更正請求書に添付する場合は(その2)により、それ以外の場合は(その1)によること。なお、

(その2)は(その1)に代えて使用して差し支えないものであること。 

 2 法人課税信託の受託者が当該法人課税信託について、第6号様式、第6号様式(その2)若しく

は第6号様式(その3)の申告書又は第10号の3様式の更正請求書に添付する場合にあっては、

「法人名」の欄には法人課税信託の名称を併記すること。 

 3 (その1)の記載に当たっては、次によること。 

  (1) 「国税の控除限度額④」の欄は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める

金額を記載すること。 

   (イ) 第7号の2様式別表1の「当期の控除対象外国税額⑥」の欄の金額が、第7号の2様式

別表1の「法人税の控除限度額①」の欄の金額以下の場合 第7号の2様式別表1の「法

人税の控除限度額①」の欄の金額 

   (ロ) 第7号の2様式別表1の「当期の控除対象外国税額⑥」の欄の金額が、第7号の2様式

別表1の「法人税の控除限度額①」の欄の金額を超え、かつ、同欄の金額と同表の「地

方法人税の控除限度額②」の欄の金額の合計額以下の場合 第7号の2様式別表1の「当

期の控除対象外国税額⑥」の欄の金額 

   (ハ) 第7号の2様式別表1の「当期の控除対象外国税額⑥」の欄の金額が、第7号の2様式

別表1の「法人税の控除限度額①」の欄の金額と同表の「地方法人税の控除限度額②」

の欄の金額の合計額を超える場合 当該合計額 

  (2) 「道府県民税の控除限度額⑥」の欄は、政令第9条の7第6項本文又は地方税法施行令

の一部を改正する政令(令和2年政令第264号)による改正前の政令(以下この記載要領に

おいて「令和2年旧政令」という。)第9条の7第7項本文の規定により計算する法人にあっ

ては、法人税の控除限度額(法人税の明細書(別表6(2))の(17)、法人税の明細書(別表6

の2(2)付表)の(13)又は法人税の明細書(別表6の2)の(11))に法第51条第1項に規定する

標準税率を乗じて計算した金額を記載すること。 

    また、政令第9条の7第6項ただし書又は令和2年旧政令第9条の7第7項ただし書の規定に

より計算する法人にあっては、第7号の2様式別表2の道府県民税の控除限度額の「合計⑦」

の欄の金額を記載すること。 

  (3) 「⑨又は当初申告税額控除額⑩」の欄の記載に当たっては、次によること。 

   (イ) (ロ)に規定する場合((ハ)に規定するときを含む。)以外の場合には、「又は当初申

告税額控除額」を抹消すること。 

   (ロ) 通算法人(法人税法第2条第12号の7の2に規定する通算法人をいう。以下この記載

要領において同じ。)の適用事業年度(法第53条第39項に規定する適用事業年度をいう。

(ハ)において同じ。)について同項の規定の適用を受ける場合((ハ)に規定するときを

除く。)には、「⑨又は」を抹消すること。 

   (ハ) 既に通算法人の適用事業年度について法第53条第40項(第1号及び第3号に係る部

分に限る。)の規定を適用して同条第34項に規定する申告書の提出又は法第55条第1項

若しくは第3項の規定による更正がされていた場合において、当該適用事業年度につき

法第53条第39項の規定の適用を受けるときは、当該申告書又は当該更正のうち、最も

新しいものに基づき「⑨又は当初申告税額控除額⑩」の欄の金額として計算される金

額を記載すること。 

  (4) 「控除未済外国税額等⑮」から「翌期繰越額⑰」までの各欄は、各事業年度又は各連

結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附

則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法第15条の2第1項に規

定する連結事業年度をいう。以下この記載要領において同じ。)の欄の上段は政令第9条

の7第19項又は令和2年旧政令第9条の7第20項に規定する控除未済外国法人税等額につい

て記載し、下段は政令第9条の7の2第1項の規定による読替え後の政令第9条の7第19項に

規定する控除未済税額控除不足額相当額について記載すること。 

  (5) 「控除未済外国税額等⑮」の欄の記載に当たっては、次によること。 

   (イ) 当該法人を合併法人(法人税法第2条第12号に規定する合併法人をいう。以下この

記載要領において同じ。)、分割承継法人(同条第12号の3に規定する分割承継法人をい

う。以下この記載要領において同じ。)又は被現物出資法人(同条第12号の5に規定する

被現物出資法人をいう。以下この記載要領において同じ。)とする適格合併等(適格合

併(同条第12号の8に規定する適格合併をいう。)、適格分割(同条第12号の11に規定す

る適格分割をいう。以下この記載要領において同じ。)又は適格現物出資(同条第12号

の14に規定する適格現物出資をいう。以下この記載要領において同じ。)をいう。以下

この記載要領において同じ。)が行われた場合において政令第9条の7第20項又は令和2

年旧政令第9条の7第21項の規定の適用があるときの当該法人の当該適格合併等の日の

属する事業年度又は連結事業年度にあっては、第7号の2様式別表5(その1)の「当該法

人の調整後の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額⑦」の欄の金額を

記載すること。 

   (ロ) 当該法人を分割法人(法人税法第2条第12号の2に規定する分割法人をいう。以下こ

の記載要領において同じ。)又は現物出資法人(同条第12号の4に規定する現物出資法人

をいう。以下この記載要領において同じ。)とする適格分割等(適格分割又は適格現物

出資をいう。以下この記載要領において同じ。)が行われた場合において政令第9条の7

第27項又は令和2年旧政令第9条の7第28項の規定の適用があるときの当該法人の当該

適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度にあっては、第7号の2様式別表6

(その1)の「当該法人の調整後の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額

⑤」の欄の金額を記載すること。 

  (6) 「各道府県ごとに算定した法人税割額⑲」の欄は、第6号様式、第6号様式(その2)又

は第6号様式(その3)の「法人税割額⑦」の欄の金額から「道府県民税の特定寄附金税額

控除額⑧」の欄の金額を控除し、「税額控除超過額相当額の加算額⑨」の欄の金額を加算

し、「外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当

額の控除額⑩」の欄の金額を控除した金額を記載すること。 

 4 (その2)の記載に当たっては、次によること。 

  (1) 「国税の控除限度額④」の欄は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める

金額を記載すること。 

   (イ) 第7号の2様式別表1の「当期の控除対象外国税額⑥」の欄の金額が、第7号の2様式

別表1の「法人税の控除限度額①」の欄の金額以下の場合 第7号の2様式別表1の「法

人税の控除限度額①」の欄の金額 

   (ロ) 第7号の2様式別表1の「当期の控除対象外国税額⑥」の欄の金額が、第7号の2様式

別表1の「法人税の控除限度額①」の欄の金額を超え、かつ、同欄の金額と同表の「地

方法人税の控除限度額②」の欄の金額の合計額以下の場合 第7号の2様式別表1の「当

期の控除対象外国税額⑥」の欄の金額 

   (ハ) 第7号の2様式別表1の「当期の控除対象外国税額⑥」の欄の金額が、第7号の2様式

別表1の「法人税の控除限度額①」の欄の金額と同表の「地方法人税の控除限度額②」

の欄の金額の合計額を超える場合 当該合計額 

  (2) 「道府県民税の控除限度額⑥」の欄は、政令第9条の7第6項本文又は令和2年旧政令第

9条の7第7項本文の規定により計算する法人にあっては、法人税の控除限度額(法人税の

明細書(別表6(2))の(17)、法人税の明細書(別表6の2(2)付表)の(13)又は法人税の明細書

(別表6の2)の(11))に法第51条第1項に規定する標準税率を乗じて計算した金額を記載す

ること。 

    また、政令第9条の7第6項ただし書又は令和2年旧政令第9条の7第7項ただし書の規定に

より計算する法人にあっては、第7号の2様式別表2の道府県民税の控除限度額の「合計⑦」

の欄の金額を記載すること。 

  (3) 「市町村民税の控除限度額⑦」の欄は、政令第48条の13第7項本文又は令和2年旧政令

第48条の13第8項本文の規定により計算する法人にあっては、法人税の控除限度額(法人

税の明細書(別表6(2))の(17)、法人税の明細書(別表6の2(2)付表)の(13)又は法人税の明

細書(別表6の2)の(11))に法第314条の4第1項に規定する標準税率を乗じて計算した金額

を記載すること。 

    また、政令第48条の13第7項ただし書又は令和2年旧政令第48条の13第8項ただし書の規

定により計算する法人にあっては、第20号の4様式別表2の市町村民税の控除限度額の「合

計⑦」の欄の金額を記載すること。 

  (4) 「⑩又は当初申告税額控除額⑪」の欄の記載に当たっては、次によること。 

   (イ) (ロ)に規定する場合((ハ)に規定するときを含む。)以外の場合には、「又は当初申

告税額控除額」を抹消すること。 

   (ロ) 通算法人の適用事業年度(法第53条第39項及び第321条の8第39項に規定する適用

事業年度をいう。(ハ)において同じ。)について法第53条第39項及び第321条の8第39

項の規定の適用を受ける場合((ハ)に規定するときを除く。)には、「⑩又は」を抹消す

ること。 

   (ハ) 既に通算法人の適用事業年度について法第53条第40項(第1号及び第3号に係る部

分に限る。)及び第321条の8第40項(第1号及び第3号に係る部分に限る。)の規定を適用

して法第53条第34項及び第321条の8第34項に規定する申告書の提出又は法第55条第1

項若しくは第3項及び第321条の11条第1項若しくは第3項の規定による更正がされてい

た場合において、当該適用事業年度につき法第53条第39項及び第321条の8第39項の規

定の適用を受けるときは、当該申告書又は当該更正のうち、最も新しいものに基づき

「⑩又は当初申告税額控除額⑪」の欄の金額として計算される金額を記載すること。 

  (5) 「控除未済外国税額等⑯」から「翌期繰越額⑱」までの各欄は、各事業年度又は各連

結事業年度の「道府県民税」の欄の上段は政令第9条の7第19項又は令和2年旧政令第9条

の7第20項に規定する控除未済外国法人税等額について記載し、下段は政令第9条の7の2

第1項の規定による読替え後の政令第9条の7第19項に規定する控除未済税額控除不足額

相当額について記載し、各事業年度又は各連結事業年度の「市町村民税」の欄の上段は

政令第48条の13第20項又は令和2年旧政令第48条の13第21項に規定する控除未済外国法

人税等額について記載し、下段は政令第48条の13の2第1項の規定による読替え後の政令

第48条の13第20項に規定する控除未済税額控除不足額相当額について記載すること。 

  (6) 「控除未済外国税額等⑯」の欄の記載に当たっては、次によること。 

   (イ) 当該法人を合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人とする適格合併等が行わ

れた場合において政令第9条の7第20項及び第48条の13第21項又は令和2年旧政令第9条

の7第21項及び第48条の13第22項の規定の適用があるときの当該法人の当該適格合併

等の日の属する事業年度又は連結事業年度にあっては、第7号の2様式別表5(その2)の

「当該法人の調整後の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額⑦」の欄

の金額を記載すること。 

   (ロ) 当該法人を分割法人又は現物出資法人とする適格分割等が行われた場合において

政令第9条の7第27項及び第48条の13第28項又は令和2年旧政令第9条の7第28項及び第

48条の13第29項の規定の適用があるときの当該法人の当該適格分割等の日の属する事

業年度又は連結事業年度にあっては、第7号の2様式別表6(その2)の「当該法人の調整

後の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額⑤」の欄の金額を記載する

こと。 

  (7) 「各都道府県ごとに算定した法人税割額⑳」の欄は、第6号様式、第6号様式(その2)

又は第6号様式(その3)の「法人税割額⑦」の欄の金額から「道府県民税の特定寄附金税

額控除額⑧」の欄の金額を控除し、「税額控除超過額相当額の加算額⑨」の欄の金額を加

算し、「外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相

当額の控除額⑩」の欄の金額を控除した金額を記載すること。 

  (8) 「各市町村ごとに算定した法人税割額 」の欄は、第20号様式の「課税標準となる法

人税額又は個別帰属法人税額及びその法人税割額⑤」の「税額」の欄の金額又は「2以上

の市町村に事務所又は事業所を有する法人における課税標準となる法人税額又は個別帰

属法人税額及びその法人税割額⑥」の「税額」の欄の金額から「市町村民税の特定寄附

金税額控除額⑦」の欄の金額を控除し、「税額控除超過額相当額の加算額⑧」の欄の金額
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を加算し、「外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額

等相当額の控除額⑨」の欄の金額を控除した金額を記載すること。 
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第七号の二様式別表一(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係) 

控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額

の計算に関する明細書 

事業年度又は

連結事業年度 

・    ・ 

・    ・ 

法
人
名 

  

当期分の控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の計算 

当

期

分

の

控

除

限

度

額 

法 人 税 の 控 除 限 度 額 ① 
円 

当

期

分

の

控

除

余

裕

額 

国 税 の 控 除 余 裕 額 ①－⑥ ⑦ 

円 

地 方 法 人 税 の 控 除 限 度 額 ② 
  

道府県民税の控除余裕額(①＋②＋③－

⑥ ) 又 は ③ の う ち 少 な い 金 額 
⑧ 

  

道 府 県 民 税 の 控 除 限 度 額 ③ 

  

市町村民税の控除余裕額(⑤－⑥)又

は ④ の う ち 少 な い 金 額 
⑨ 

  

市 町 村 民 税 の 控 除 限 度 額 ④ 
  

計  ⑦＋⑧＋⑨ ⑩ 

  

計  ①＋②＋③＋④ ⑤ 
  

当 期 の 控 除 対 象 外 国 税 額 ⑥ 
  当期分の控除限度額を超える外国税額 

⑥－⑤ 
⑪ 

  

前3年以内の控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の明細 

事業年度又は

連結事業年度 

控 除 余 裕 額 控除限度額を超える外国税額 

国 税 道府県民税 市町村民税 
前 期

からの

繰越額 

当期分

とみな

す額  

翌 期

繰越額 

前 期
からの
繰越額 

当期に
加 算
する額 

翌 期

繰越額 

前 期
からの
繰越額 

当期に
加 算
する額 

翌 期

繰越額 

前 期
からの
繰越額 

当期に
加 算
する額 

翌 期

繰越額 

・   ・ 

・   ・ 

円 円 
  

円 円 
  

円 円 
  

円 円 
  

・   ・ 

・   ・ 

    円     円     円     円 

・   ・ 

・   ・ 

                        

・   ・ 

・   ・ 

                        

・   ・ 

・   ・ 

                        

・   ・ 

・   ・ 

                        

合 計 
⑫ ⑬   ⑭ ⑮   ⑯ ⑰   ⑱ ⑲   

当 期 分 

⑦の額 の額 
⑦－

の 額 
⑧の額 の額 

⑧－

の 額 
⑨の額 の額 

⑨－

の 額 
⑪の額 

⑬＋⑮
＋⑰の
額 

⑪－(⑬＋
⑮＋⑰)
の額 

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 

前 3 年以内の控

除余裕額の当期

の限度額への加

算額 

国 税 
⑫のうち⑪に
充てられる額 

⑳ 

⑬     円 

前3年以内の控

除限度額を超え

る外国税額の当

期への繰越額 

国 税 
⑱のうち⑦に
充てられる額 

 
円 

道府県
民 税 

⑱－ のうち⑧
に充てられる額 

   

道府県
民 税 

⑭のうち⑪に
充てられる額 

 

⑮ 

市町村
民 税 

⑱－ － のうち
⑨に充てられる額    

市町村
民 税 

⑯のうち⑪に
充てられる額 

 

⑰ 

計 ＋ ＋   
⑲ 

 

第7号の2様式別表1記載要領 

 1 この明細書は、第7号の2様式の明細書に添付すること。 

 2 法人課税信託の受託者が当該法人課税信託について、第7号の2様式の明細書に添付する場合にあっ

ては、「法人名」の欄には法人課税信託の名称を併記すること。 

 3 この明細書の各欄に記載すべき金額は、おおむね法人税の明細書(別表6(3))の各欄に記載すべき金

額に一致するものであるから、同明細書に記載したところに準じて記載すること。 

 4 「控除余裕額」欄の「前期からの繰越額」の欄の記載に当たっては、次によること。 

  (1) 当該法人を合併法人等(合併法人(法人税法第2条第12号に規定する合併法人をいう。)、分割承

継法人(同条第12号の3に規定する分割承継法人をいう。)又は被現物出資法人(同条第12号の5に規

定する被現物出資法人をいう。)をいう。以下この記載要領において同じ。)とする適格合併等(適

格合併(同条第12号の8に規定する適格合併をいう。)、適格分割(同条第12号の11に規定する適格分

割をいう。以下この記載要領において同じ。)又は適格現物出資(同条第12号の14に規定する適格現

物出資をいう。以下この記載要領において同じ。)をいう。以下この記載要領において同じ。)が行

われた場合において政令第9条の7第8項又は地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第

264号)による改正前の政令(以下この記載要領において「令和2年旧政令」という。)第9条の7第9

項の規定の適用があるときの当該法人の当該適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度

(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1条第5号ロに掲げ

る改正規定に限る。)による改正前の法人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以

下この記載要領において同じ。)にあっては、第7号の2様式別表3の「当該法人の調整後の控除余裕

額⑪」の欄の金額を記載すること。 

  (2) 当該法人を分割法人等(分割法人(法人税法第2条第12号の2に規定する分割法人をいう。)又は現

物出資法人(同条第12号の4に規定する現物出資法人をいう。)をいう。以下この記載要領において

同じ。)とする適格分割等(適格分割又は適格現物出資をいう。以下この記載要領において同じ。)

が行われた場合において政令第9条の7第17項又は令和2年旧政令第9条の7第18項の規定の適用があ

るときの当該法人の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度にあっては、第7号の2

様式別表4の「当該法人の調整後の控除余裕額⑤」の欄の金額を記載すること。 

 5 「控除限度額を超える外国税額」欄の「前期からの繰越額」の欄の記載に当たっては、次によるこ

と。 

  (1) 当該法人を合併法人等とする適格合併等が行われた場合において政令第9条の7第8項又は令和2

年旧政令第9条の7第9項の規定の適用があるときの当該法人の当該適格組織再編成の日の属する事

業年度又は連結事業年度にあっては、第7号の2様式別表3の「当該法人の調整後の控除限度額を超

える外国税額⑭」の欄の金額を記載すること。 

  (2) 当該法人を分割法人等とする適格分割等が行われた場合において政令第9条の7第17項又は令和

2年旧政令第9条の7第18項の規定の適用があるときの当該法人の当該適格分割等の日の属する事業

年度又は連結事業年度にあっては、第7号の2様式別表4の「当該法人の調整後の控除限度額を超え

る外国税額⑩」の欄の金額を記載すること。 

第
七
号
の
二
様
式
別
表
二
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）

（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

第七号の二様式別表二(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係) 

控除限度額の計算に関する明細書 
事業年度又は

連結事業年度 

・    ・ 

・    ・ 

法
人
名 

  

都 道 府 県 名 法 人 税 の

控除限度額 
従 業 員 数 

 
② 

② で 按 分 し た

法 人 税 の

控 除 限 度 額 

④ 

税率 
 
⑤ 

道府県民税の

控除限度額 

④×⑤ 

⑥ 

補 正 後 の

従業者数②

×⑤÷標準

税率 

⑧ 

  

  

人  円     
100 

円 人  

      
   
100     

      
   
100     

      
   
100     

      
   
100     

      
   
100     

      
   
100     

      
   
100     

      
   
100     

      
   
100     

      
   
100     

      
   
100     

      
   
100     

      
   
100     

      
   
100     

      
   
100     

      
   
100     

      
   
100     

      
   
100     

合 計 ①    円 ③ 
    

⑦   

第7号の2様式別表2記載要領 
 1 この明細書は、道府県民税の控除限度額を政令第9条の7第6項ただし書又は地方税法施行令の一部を改正する

政令(令和2年政令第264号)による改正前の政令第9条の7第7項ただし書の規定により計算する場合に記載し、第
7号の2様式の明細書に添付すること。 

 2 法人課税信託の受託者が当該法人課税信託について、第7号の2様式の明細書に添付する場合にあっては、「法
人名」の欄には法人課税信託の名称を併記すること。 

 3 「②で按分した法人税の控除限度額④」の欄は、「法人税の控除限度額①」の欄の金額を従業者数の「合計③」
の欄の総従業者数で除して1人当たりの金額(当該除して得た数値に小数点以下の数値があるときは、当該小数
点以下の数値のうち当該従業者の総数のけた数に1を加えた数に相当する数の位以下の部分の数値を切り捨て
ること。)を算出し、当該1人当たりの金額に「従業者数②」の欄の各都道府県ごとの従業者の数を乗じて得た
金額を記載すること。この場合において、当該乗じて得た金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り
捨てること。 

 4 「補正後の従業者数⑧」の欄は、各都道府県ごとの②の欄の従業者数に各都道府県ごとの⑤の欄の税率を乗じ
て得た数を法第51条第1項に規定する標準税率で除して得た従業者数を記載すること。この場合において、当該
除して得た従業者数に1人に満たない端数があるときは、その端数を切り捨てること。 
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第七号の二様式別表三(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係) 

 

適格合併等に係る合併法人等の調整後の控除余裕額又は

控除限度額を超える外国税額の計算に関する明細書 

事業年度

又は連結

事業年度 

・    ・ 

・    ・ 

法
人
名 

  

被合併法人等の控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額のうち当該法人のものとみなされる金額の計算 

 適格組織再編成の別：適格合併・適格分割・適格現物出資 

 適格組織再編成の日：    ・    ・ 

 被合併法人等の名称： 

  被合併法人

等の事業年

度又は連結

事業年度 

区 分 

控除余裕額 控除限度額を超える外国税額 

被合併法人

等の控除余

裕額 

分割法人等

の調整国外

所得金額又

は個別調整

国外所得金

額 

②のうち当

該法人が移

転を受ける

事業に係る

部分の金額 

当該法人の

控除余裕額

とみなされ

る金額 

 
 

①又は①×
②

③
 

被合併法人

等の控除限

度額を超え

る外国税額 

分割法人等

の外国の法

人税等の額 

⑥のうち当

該法人が移

転を受ける

事業に係る

部分の金額 

当該法人の

控除限度額

を超える外

国税額とみ

なされる金

額 

⑤又は⑤×
⑥

⑦
 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 

・   ・ 

・   ・ 

国 税 円 円 円 円 円 円 円 円 

道府県民税     

市町村民税     

・   ・ 

・   ・ 

国 税   

    

  

        道府県民税     

市町村民税     

・   ・ 

・   ・ 

国 税   

    

  

        道府県民税     

市町村民税     

・   ・ 

・   ・ 

国 税   

    

  

        道府県民税     

市町村民税     

・   ・ 

・   ・ 

国 税   

    

  

        道府県民税     

市町村民税     

・   ・ 

・   ・ 

国 税   

    

  

        道府県民税     

市町村民税     

当該法人の調整後の控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の計算 

  当該法人の

事業年度又

は連結事業

年度 

区 分 

控除余裕額 控除限度額を超える外国税額 

当該法人の控

除余裕額 
 
 
 

(前期の別表1の

「控除余裕額」の

「翌期繰越額」) 

当該法人の控

除余裕額とみ

なされる金額 
 
 

④ 

当該法人の調

整後の控除余

裕額 
 
 

⑨＋⑩ 

当該法人の控

除限度額を超

える外国税額 
 
 

(前期の別表1の

「控除限度額を

超える外国税額」

の「翌期繰越額」) 

当該法人の控

除限度額を超

える外国税額

とみなされる

金額 

⑧ 

当該法人の調

整後の控除限

度額を超える

外国税額 
 

⑫＋⑬ 

⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ 

・   ・ 

・   ・ 

国 税 円 円 円 円 円 円 

道府県民税       

市町村民税       

・   ・ 

・   ・ 

国 税       

      道府県民税       

市町村民税       

・   ・ 

・   ・ 

国 税       

      道府県民税       

市町村民税       

・   ・ 

・   ・ 

国 税       

      道府県民税       

市町村民税       

・   ・ 

・   ・ 

国 税       

      道府県民税       

市町村民税       

・   ・ 

・   ・ 

国 税       

      道府県民税       

市町村民税       

第7号の2様式別表3記載要領 

 1 この明細書は、政令第9条の7第8項又は地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第264号)による改正前の政令第9条の7

第9項の規定の適用を受ける場合に記載し、第7号の2様式別表1に併せて提出すること。 

 2 法人課税信託の受託者が当該法人課税信託について、第7号の2様式の明細書に添付する場合にあっては、「法人名」の欄には法人

課税信託の名称を併記すること。 

 3 「被合併法人等の控除余裕額①」の欄の記載に当たっては、次によること。 

  (1) 当該法人を合併法人(法人税法第2条第12号に規定する合併法人をいう。以下この記載要領において同じ。)とする適格合併(同

条第12号の8に規定する適格合併をいう。以下この記載要領において同じ。)が行われた場合には、当該適格合併に係る被合併

法人(同条第11号に規定する被合併法人をいう。以下この記載要領において同じ。)の当該適格合併の日の前日の属する事業年

度又は連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1条第5号ロに掲げる改正

規定に限る。)による改正前の法人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下この記載要領において同じ。)の

第7号の2様式別表1の「控除余裕額」欄の「翌期繰越額」の欄の金額を記載すること。 

  (2) 当該法人を分割承継法人等(分割承継法人(法人税法第2条第12号の3に規定する分割承継法人をいう。)又は被現物出資法人

(同条第12号の5に規定する被現物出資法人をいう。)をいう。以下この記載要領において同じ。)とする適格分割等(適格分割(同

条第12号の11に規定する適格分割をいう。)又は適格現物出資(同条第12号の14に規定する適格現物出資をいう。)をいう。以下

この記載要領において同じ。)が行われた場合には、当該適格分割等に係る分割法人等(分割法人(同条第12号の2に規定する分

割法人をいう。)又は現物出資法人(同条第12号の4に規定する現物出資法人をいう。)をいう。以下この記載要領において同じ。)

の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度の第7号の2様式

別表1の「控除余裕額」欄の「翌期繰越額」の欄の金額を記載すること。 

 4 「分割法人等の調整国外所得金額又は個別調整国外所得金額②」の欄は、「被合併法人等の控除余裕額①」の欄の金額に係る事業

年度又は連結事業年度の分割法人等の法人税の明細書(別表6(2))の「調整国外所得金額(16)」の欄の金額、法人税の明細書(別表6

の2(2)付表)の「個別調整国外所得金額(11)」の欄の金額又は法人税の明細書(別表6の2)の「調整国外所得金額(10)」の欄の金額

を記載すること。 

 5 「当該法人の控除余裕額とみなされる金額④」の欄は、適格合併が行われた場合には「又は①×③／②」を抹消し、適格分割等

が行われた場合には「①又は」を抹消すること。 

 6 「被合併法人等の控除限度額を超える外国税額⑤」の欄の記載に当たっては、次によること。 

  (1) 当該法人を合併法人とする適格合併が行われた場合には、当該適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日の前日の属す

る事業年度又は連結事業年度の第7号の2様式別表1の「控除限度額を超える外国税額」欄の「翌期繰越額」の欄の金額を記載す

ること。 

  (2) 当該法人を分割承継法人等とする適格分割等が行われた場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日

の属する事業年度又は連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度の第7号の2様式別表1の「控除限度額を

超える外国税額」欄の「翌期繰越額」の欄の金額を記載すること。 

 7 「分割法人等の外国の法人税等の額⑥」の欄は、「被合併法人等の控除限度額を超える外国税額⑤」の欄の金額に係る事業年度又

は連結事業年度の分割法人等の法人税の明細書(別表6(2の2))の「当期の控除対象外国法人税額(21)」の欄の金額又は法人税法

施行規則の一部を改正する省令(令和5年財務省令第34号)による改正前の法人税の明細書(別表6(2の2))の「当期の控除対象外国

法人税額又は個別控除対象外国法人税額(21)」の欄の金額を記載すること。 

 8 「当該法人の控除限度額を超える外国税額とみなされる金額⑧」の欄は、適格合併が行われた場合には「又は⑤×⑦／⑥」を抹

消し、適格分割等が行われた場合には「⑤又は」を抹消すること。 
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第七号の二様式別表四(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係) 

適格分割等に係る分割法人等の調整後の控除余裕額又は

控除限度額を超える外国税額の計算に関する明細書 

事業年度

又は連結

事業年度 

・    ・ 

・    ・ 

法
人
名 

  

 適格分割等の別：適格分割・適格現物出資 

 適格分割等の日：    ・    ・ 

 分割承継法人等の名称： 

  当該法人の

事業年度又

は連結事業

年度 

区 分 

控除余裕額 控除限度額を超える外国税額 

 
当該法人

の控除余

裕額 

 
当該法人

の調整国

外所得金

額又は個

別調整国

外所得金

額 

 
②のうち

分割承継

法人等に

移転する

事業に係

る部分の

金額 

 
①のうち

ないもの

とされる

金額 
 
 
 

①×
②

③
 

 
当該法人

の調整後

の控除余

裕額 
 
 
 
 
①－④ 

 
当該法人

の控除限

度額を超

える外国

税額 

 
当該法人

の外国の

法人税等

の額 

 
⑦のうち

分割承継

法人等に

移転する

事業に係

る部分の

金額 

 
⑥のうち

ないもの

とされる

金額 
 
 
 

⑥×
⑦

⑧
 

 
当該法人

の調整後

の控除限

度額を超

える外国

税額 
 
 
⑥－⑨ 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

・   ・ 

・   ・ 

国 税 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 

道府県民税       

市町村民税       

・   ・ 

・   ・ 

国 税   

    

    

          道府県民税       

市町村民税       

・   ・ 

・   ・ 

国 税   

    

    

          道府県民税       

市町村民税       

・   ・ 

・   ・ 

国 税   

    

    

          道府県民税       

市町村民税       

・   ・ 

・   ・ 

国 税   

    

    

          道府県民税       

市町村民税       

・   ・ 

・   ・ 

国 税   

    

    

          道府県民税       

市町村民税       

第7号の2様式別表4記載要領 

 

 1 この明細書は、政令第9条の7第17項又は地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2

年政令第264号)による改正前の政令第9条の7第18項の規定の適用を受ける場合に記載

し、第7号の2様式別表1に併せて提出すること。 

 2 法人課税信託の受託者が当該法人課税信託について、第7号の2様式の明細書に添付す

る場合にあっては、「法人名」の欄には法人課税信託の名称を併記すること。 

 3 「当該法人の控除余裕額①」の欄は、当該法人を分割法人等(分割法人(法人税法第2

条第12号の2に規定する分割法人をいう。)又は現物出資法人(同条第12号の4に規定する

現物出資法人をいう。)をいう。以下この記載要領において同じ。)とする適格分割等(適

格分割(同条第12号の11に規定する適格分割をいう。)又は適格現物出資(同条第12号の

14に規定する適格現物出資をいう。)をいう。以下この記載要領において同じ。)が行わ

れた場合には、当該法人の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度(所

得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1条第5号

ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法第15条の2第1項に規定する連結

事業年度をいう。以下この記載要領において同じ。)開始の日の前日の属する事業年度

又は連結事業年度の第7号の2様式別表1の「控除余裕額」欄の「翌期繰越額」の欄の金

額を記載すること。 

 4 「当該法人の調整国外所得金額又は個別調整国外所得金額②」の欄は、「当該法人の

控除余裕額①」の欄の金額に係る事業年度又は連結事業年度の法人税の明細書(別表6

(2))の「調整国外所得金額(16)」の欄の金額、法人税の明細書(別表6の2(2)付表)の「個

別調整国外所得金額(11)」の欄の金額又は法人税の明細書(別表6の2)の「調整国外所得

金額(10)」の欄の金額を記載すること。 

 5 「当該法人の控除限度額を超える外国税額⑥」の欄は、当該法人を分割法人等とする

適格分割等が行われた場合には、当該法人の当該適格分割等の日の属する事業年度又は

連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度の第7号の2様式別表1

の「控除限度額を超える外国税額」欄の「翌期繰越額」の欄の金額を記載すること。 

 6 「当該法人の外国の法人税等の額⑦」の欄は、「当該法人の控除限度額を超える外国

税額⑥」の欄の金額に係る事業年度又は連結事業年度の法人税の明細書(別表6(2の2))

の「当期の控除対象外国法人税額(21)」の欄の金額又は法人税法施行規則の一部を改正

する省令(令和5年財務省令第34号)による改正前の法人税の明細書(別表6(2の2))の「当

期の控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額(21)」の欄の金額を記載する

こと。 
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第七号の二様式別表五(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係) 

適格合併等に係る合併法人等の調整後の控除未済

外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額の

計算に関する明細書(その1) 

事業年度

又は連結

事業年度 

・    ・ 

・    ・ 

法
人
名 

  

被合併法人等の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額のうち当該法人のものとみなされる金額の計算 

 適格組織再編成の別：適格合併・適格分割・適格現物出資 

 適格組織再編成の日：  ・  ・ 

 被合併法人等の名称： 

被合併法人

等の事業年

度又は連結

事業年度 

被合併法人等の控除未済

外国税額及び控除未済税

額控除不足額相当額 

分割法人等の調整国外所

得金額又は個別調整国外

所得金額 

②のうち当該法人が移転

を受ける事業に係る部分

の金額 

当該法人の控除未済外国

税額及び控除未済税額控

除不足額相当額とみなさ

れる金額 

①又は①×
②

③
 

① ② ③ ④ 

・   ・ 

・   ・ 

円 円 円 円 

    

・   ・ 

・   ・ 

  
    

  

    

・   ・ 

・   ・ 

  
    

  

    

・   ・ 

・   ・ 

  
    

  

    

・   ・ 

・   ・ 

  
    

  

    

・   ・ 

・   ・ 

  
    

  

    

当該法人の調整後の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額の計算 

当該法人の

事業年度又

は連結事業

年度 

当該法人の控除未済外国税額及び

控除未済税額控除不足額相当額

(前期の第7号の2様式(その1)の⑰) 

当該法人の控除未済外国税額及び

控除未済税額控除不足額相当額と

みなされる金額 

④ 

当該法人の調整後の控除未済外国

税額及び控除未済税額控除不足額

相当額 

⑤＋⑥ 

⑤ ⑥ ⑦ 

・   ・ 

・   ・ 

円 円 円 

      

・   ・ 

・   ・ 

      

      

・   ・ 

・   ・ 

      

      

・   ・ 

・   ・ 

      

      

・   ・ 

・   ・ 

      

      

・   ・ 

・   ・ 

      

      

 

第七号の二様式別表五(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係) 

適格合併等に係る合併法人等の調整後の控除未済

外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額の

計算に関する明細書(その2) 

事業年度

又は連結

事業年度 

・    ・ 

・    ・ 

法
人
名 

  

被合併法人等の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額のうち当該法人のものとみなされる金額の計算 

 適格組織再編成の別：適格合併・適格分割・適格現物出資 

 適格組織再編成の日：   ・  ・ 

 被合併法人等の名称： 

被合併法人

等の事業年

度又は連結

事業年度 

被合併法人等の控除未済

外国税額及び控除未済税

額控除不足額相当額 

分割法人等の調整国外所

得金額又は個別調整国外

所得金額 

②のうち当該法人が移転

を受ける事業に係る部分

の金額 

当該法人の控除未済外国税額

及び控除未済税額控除不足額

相当額とみなされる金額 

①又は①×
②

③
 

① ② ③ ④ 

・   ・ 

・   ・ 

民

税 

道
府
県 

円 円 円 民

税 

道
府
県 

円 

    

民

税 

市
町
村 

  民

税 

市
町
村 

  

    

・   ・ 

・   ・ 

民

税 

道
府
県 

      民

税 

道
府
県 

  

    

民

税 

市
町
村 

  民

税 

市
町
村 

  

    

・   ・ 

・   ・ 

民

税 

道
府
県 

      民

税 

道
府
県 

  

    

民

税 

市
町
村 

  民

税 

市
町
村 

  

    

・   ・ 

・   ・ 

民

税 

道
府
県 

      民

税 

道
府
県 

  

    

民

税 

市
町
村 

  民

税 

市
町
村 

  

    

・   ・ 

・   ・ 

民

税 

道
府
県 

      民

税 

道
府
県 

  

    

民

税 

市
町
村 

  民

税 

市
町
村 

  

    

・   ・ 

・   ・ 

民

税 

道
府
県 

      民

税 

道
府
県 

  

    

民

税 

市
町
村 

  民

税 

市
町
村 

  

    

当該法人の調整後の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額の計算 

当該法人の

事業年度又

は連結事業

年度 

当該法人の控除未済外国税額及び

控除未済税額控除不足額相当額 

(前期の第7号の2様式(その2)の⑱) 

 

当該法人の控除未済外国税額及び

控除未済税額控除不足額相当額と

みなされる金額 

④ 

当該法人の調整後の控除未済外国税額

及び控除未済税額控除不足額相当額 

 

⑤＋⑥ 

⑤ ⑥ ⑦ 

・   ・ 

・   ・ 

民

税 

道
府
県 

円 円 円 

      

民

税 

市
町
村 

      

      

・   ・ 

・   ・ 

民

税 

道
府
県 

      

      

民

税 

市
町
村 

      

      

・   ・ 

・   ・ 

民

税 

道
府
県 

      

      

民

税 

市
町
村 

      

      

・   ・ 

・   ・ 

民

税 

道
府
県 

      

      

民

税 

市
町
村 

      

      

・   ・ 

・   ・ 

民

税 

道
府
県 

      

      

民

税 

市
町
村 

      

      

・   ・ 

・   ・ 

民

税 

道
府
県 

      

      

民

税 

市
町
村 

      

      

第7号の2様式別表5記載要領 

 1 この明細書は、政令第9条の7第20項及び第48条の13第21項又は地方税法施行令の一部を改正する

政令(令和2年政令第264号)による改正前の政令(以下この記載要領において「令和2年旧政令」とい

う。)第9条の7第21項及び第48条の13第22項の規定の適用を受ける場合に記載し、東京都内に事務

所又は事業所を有する法人が東京都に提出する第7号の2様式の明細書に添付する場合は(その2)に

より、それ以外の場合は(その1)によること。なお、(その2)は(その1)に代えて使用して差し支え

ないものであること。 

 2 法人課税信託の受託者が当該法人課税信託について、第7号の2様式の明細書に添付する場合に

あっては、「法人名」の欄には法人課税信託の名称を併記すること。 

 3 (その1)の記載に当たっては、次によること。 

  (1) 「被合併法人等の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額①」及び「当該法人

の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額とみなされる金額④」から「当該法人

の調整後の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額⑦」までの各欄は、各事業年

度又は各連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同

法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法第15条の2第1項に規定

する連結事業年度をいう。以下この記載要領において同じ。)の欄の上段は政令第9条の7第19

項又は令和2年旧政令第9条の7第20項に規定する控除未済外国法人税等額について記載し、下段

は政令第9条の7の2第1項の規定による読替え後の政令第9条の7第19項に規定する控除未済税額

控除不足額相当額について記載すること。 

  (2) 「被合併法人等の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額①」の欄の記載に当

たっては、次によること。 

   (イ) 当該法人を合併法人(法人税法第2条第12号に規定する合併法人をいう。以下この記載要

領において同じ。)とする適格合併(同条第12号の8に規定する適格合併をいう。以下この記載

要領において同じ。)が行われた場合には、当該適格合併に係る被合併法人(同条第11号に規

定する被合併法人をいう。以下この記載要領において同じ。)の当該適格合併の日の前日の属

する事業年度又は連結事業年度の第7号の2様式(その1)の「翌期繰越額⑰」の欄の金額を記載

すること。 

   (ロ) 当該法人を分割承継法人等(分割承継法人(法人税法第2条第12号の3に規定する分割承継

法人をいう。)又は被現物出資法人(同条第12号の5に規定する被現物出資法人をいう。)をい

う。以下この記載要領において同じ。)とする適格分割等(適格分割(同条第12号の11に規定す

る適格分割をいう。)又は適格現物出資(同条第12号の14に規定する適格現物出資をいう。)

をいう。以下この記載要領において同じ。)が行われた場合には、当該適格分割等に係る分割

法人等(分割法人(同条第12号の2に規定する分割法人をいう。)又は現物出資法人(同条第12

号の4に規定する現物出資法人をいう。)をいう。以下この記載要領において同じ。)の当該適

格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度又は連結

事業年度の第7号の2様式(その1)の「翌期繰越額⑰」の欄の金額を記載すること。 

  (3) 「分割法人等の調整国外所得金額又は個別調整国外所得金額②」の欄は、「被合併法人等の

控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額①」の欄の金額に係る事業年度又は連結

事業年度の分割法人等の法人税の明細書(別表6(2))の「調整国外所得金額(16)」の欄の金額、

法人税の明細書(別表6の2(2)付表)の「個別調整国外所得金額(11)」の欄の金額又は法人税の明

細書(別表6の2)の「調整国外所得金額(10)」の欄の金額を記載すること。 

  (4) 「当該法人の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額とみなされる金額④」の

欄は、適格合併が行われた場合には「又は①×③／②」を抹消し、適格分割等が行われた場合

には「①又は」を抹消すること。 

 4 (その2)の記載に当たっては、次によること。 

  (1) 「被合併法人等の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額①」及び「当該法人

の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額とみなされる金額④」から「当該法人

の調整後の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額⑦」までの各欄は、各事業年

度又は各連結事業年度の「道府県民税」の欄の上段は政令第9条の7第19項又は令和2年旧政令第

9条の7第20項に規定する控除未済外国法人税等額について記載し、下段は政令第9条の7の2第1

項の規定による読替え後の政令第9条の7第19項に規定する控除未済税額控除不足額相当額につ

いて記載し、各事業年度又は各連結事業年度の「市町村民税」の欄の上段は政令第48条の13第

20項又は令和2年旧政令第48条の13第21項に規定する控除未済外国法人税等額について記載し、

下段は政令第48条の13の2第1項の規定による読替え後の政令第48条の13第20項に規定する控除

未済税額控除不足額相当額について記載すること。 

  (2) 「被合併法人等の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額①」の欄の記載に当

たっては、次によること。 

   (イ) 当該法人を合併法人とする適格合併が行われた場合には、当該適格合併に係る被合併法

人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度の第7号の2様式(その2)の

「翌期繰越額⑱」の欄の金額を記載すること。 

   (ロ) 当該法人を分割承継法人等とする適格分割等が行われた場合には、当該適格分割等に係

る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日の前日の属

する事業年度又は連結事業年度の第7号の2様式(その2)の「翌期繰越額⑱」の欄の金額を記載

すること。 

  (3) 「分割法人等の調整国外所得金額又は個別調整国外所得金額②」の欄は、「被合併法人等の

控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額①」の欄の金額に係る事業年度又は連結

事業年度の分割法人等の法人税の明細書(別表6(2))の「調整国外所得金額(16)」の欄の金額、

法人税の明細書(別表6の2(2)付表)の「個別調整国外所得金額(11)」の欄の金額又は法人税の明

細書(別表6の2)の「調整国外所得金額(10)」の欄の金額を記載すること。 

  (4) 「当該法人の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額とみなされる金額④」の

欄は、適格合併が行われた場合には「又は①×③／②」を抹消し、適格分割等が行われた場合

には「①又は」を抹消すること。 
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第七号の二様式別表六(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係) 

適格分割等に係る分割法人等の調整後の控除未済

外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額の

計算に関する明細書(その1) 

事業年度

又は連結

事業年度 

・   ・ 

・   ・ 

法
人
名 

  

適格分割等の別：適格分割・適格現物出資 

適格分割等の日：   ・  ・ 

分割承継法人等の名称： 

当該法人の

事業年度又

は連結事業

年度 

 

当該法人の控除未済

外国税額及び控除未

済税額控除不足額相

当額 

 

当該法人の調整国外

所得金額又は個別調

整国外所得金額 

 

②のうち分割承継法

人等に移転する事業

に係る部分の金額 

 

①のうちないものと

される金額 

 

 

②

③
×①  

 

当該法人の調整後の

控除未済外国税額及

び控除未済税額控除

不足額相当額 

 

①－④ 

① ② ③ ④ ⑤ 

・  ・ 
円 円 円 円 円 

・  ・ 
      

・  ・ 
          

・  ・ 
      

・  ・ 
          

・  ・ 
      

・  ・ 
          

・  ・ 
      

・  ・ 
          

・  ・ 
      

・  ・ 
          

・  ・ 
      

 

第七号の二様式別表六(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係) 

適格分割等に係る分割法人等の調整後の控除未済

外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額の

計算に関する明細書(その2) 

事業年度

又は連結

事業年度 

・   ・ 

・   ・ 

法
人
名 

  

適格分割等の別：適格分割・適格現物出資 

適格分割等の日：   ・  ・ 

分割承継法人等の名称： 

当該法人の

事業年度又

は連結事業

年度 

 

当該法人の控除未済

外国税額及び控除未

済税額控除不足額相

当額 

 

当該法人の調整国外

所得金額又は個別調

整国外所得金額 

 

②のうち分割承継法

人等に移転する事業

に係る部分の金額 

 

①のうちないものと

される金額 

 

 

②

③
×①  

 

当該法人の調整後の

控除未済外国税額及

び控除未済税額控除

不足額相当額 

 

①－④ 

① ② ③ ④ ⑤ 

・  ・ 
民

税 

道
府
県 

円 円 円 民

税 

道
府
県 

円 円 

      

・  ・ 
民

税 

市
町
村 

  民

税 

市
町
村 

    

      

・  ・ 
民

税 

道
府
県 

      民

税 

道
府
県 

    

      

・  ・ 
民

税 

市
町
村 

  民

税 

市
町
村 

    

      

・  ・ 
民

税 

道
府
県 

      民

税 

道
府
県 

    

      

・  ・ 
民

税 

市
町
村 

  民

税 

市
町
村 

    

      

・  ・ 
民

税 

道
府
県 

      民

税 

道
府
県 

    

      

・  ・ 
民

税 

市
町
村 

  民

税 

市
町
村 

    

      

・  ・ 
民

税 

道
府
県 

      民

税 

道
府
県 

    

      

・  ・ 
民

税 

市
町
村 

  民

税 

市
町
村 

    

      

・  ・ 
民

税 

道
府
県 

      民

税 

道
府
県 

    

      

・  ・ 
民

税 

市
町
村 

  民

税 

市
町
村 

    

      

 

第7号の2様式別表6記載要領 

 1 この明細書は、政令第9条の7第27項及び第48条の13第28項又は地方税法施行令の一部を改正する

政令(令和2年政令第264号)による改正前の政令(以下この記載要領において「令和2年旧政令」とい

う。)第9条の7第28項及び第48条の13第29項の規定の適用を受ける場合に記載し、東京都内に事務

所又は事業所を有する法人が東京都に提出する第7号の2様式の明細書に添付する場合は(その2)に

より、それ以外の場合は(その1)によること。なお、(その2)は(その1)に代えて使用して差し支え

ないものであること。 

 2 法人課税信託の受託者が当該法人課税信託について、第7号の2様式の明細書に添付する場合に

あっては、「法人名」の欄には法人課税信託の名称を併記すること。 

 3 (その1)の記載に当たっては、次によること。 

  (1) 「当該法人の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額①」、「①のうちないもの

とされる金額④」及び「当該法人の調整後の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相

当額⑤」の各欄は、各事業年度又は各連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和2

年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法

人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下この記載要領において同じ。)の欄

の上段は政令第9条の7第19項又は令和2年旧政令第9条の7第20項に規定する控除未済外国法人

税等額について記載し、下段は政令第9条の7の2第1項の規定による読替え後の政令第9条の7第

19項に規定する控除未済税額控除不足額相当額について記載すること。 

  (2) 「当該法人の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額①」の欄は、当該法人を

分割法人等(分割法人(法人税法第2条第12号の2に規定する分割法人をいう。)又は現物出資法人

(同条第12号の4に規定する現物出資法人をいう。)をいう。以下この記載要領において同じ。)

とする適格分割等(適格分割(同条第12号の11に規定する適格分割をいう。)又は適格現物出資

(同条第12号の14に規定する適格現物出資をいう。)をいう。以下この記載要領において同じ。)

が行われた場合には、当該法人の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始

の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度の第7号の2様式(その1)の「翌期繰越額⑰」の欄

の金額を記載すること。 

  (3) 「当該法人の調整国外所得金額又は個別調整国外所得金額②」の欄は、「当該法人の控除未

済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額①」の欄の金額に係る事業年度又は連結事業年

度の法人税の明細書(別表6(2))の「調整国外所得金額(16)」の欄の金額、法人税の明細書(別表

6の2(2)付表)の「個別調整国外所得金額(11)」の欄の金額又は法人税の明細書(別表6の2)の「調

整国外所得金額(10)」の欄の金額を記載すること。 

 4 (その2)の記載に当たっては、次によること。 

  (1) 「当該法人の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額①」、「①のうちないもの

とされる金額④」及び「当該法人の調整後の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相

当額⑤」の各欄は、各事業年度又は各連結事業年度の「道府県民税」の欄の上段は政令第9条の

7第19項又は令和2年旧政令第9条の7第20項に規定する控除未済外国法人税等額について記載し、

下段は政令第9条の7の2第1項の規定による読替え後の政令第9条の7第19項に規定する控除未済

税額控除不足額相当額について記載し、各事業年度又は各連結事業年度の「市町村民税」の欄

の上段は政令第48条の13第20項又は令和2年旧政令第48条の13第21項に規定する控除未済外国

法人税等額について記載し、下段は政令第48条の13の2第1項の規定による読替え後の政令第48

条の13第20項に規定する控除未済税額控除不足額相当額について記載すること。 

  (2) 「当該法人の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額①」の欄は、当該法人を

分割法人等とする適格分割等が行われた場合には、当該法人の当該適格分割等の日の属する事

業年度又は連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度の第7号の2様式

(その2)の「翌期繰越額⑱」の欄の金額を記載すること。 

  (3) 「当該法人の調整国外所得金額又は個別調整国外所得金額②」の欄は、「当該法人の控除未

済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額①」の欄の金額に係る事業年度又は連結事業年

度の法人税の明細書(別表6(2))の「調整国外所得金額(16)」の欄の金額、法人税の明細書(別表

6の2(2)付表)の「個別調整国外所得金額(11)」の欄の金額又は法人税の明細書(別表6の2)の「調

整国外所得金額(10)」の欄の金額を記載すること。 
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第七号の二様式別表七(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係) 

税額控除不足額相当額及び税額控除超過額相当額の計算に関する明細書

(その1) 

事業

年度 

・   ・ 

・   ・ 

法

人

名 

  

過去適用事業年度 

過去当初申告税

額控除額 

(過去適用事業

年度の第7号の2

様式(その1)の

⑩) 

税額控除額 

(過去適用事業

年度の第7号の2

様式(その1)の

⑨) 

②につき法第53

条第 4 3項によ

り対象前各事

業年度の法人

税割額に加算

した金額 

②につき法第53

条第42項により

対象前各事業年

度の法人税割額

から控除した金

額 

調整後過去税額

控除額 

②＋③－④ 

⑤＞①の場合 ①＞⑤の場合 

税額控除不足額

相当額 

(⑤－①)又は当

初申告税額控除

不足額相当額 

税額控除超過額

相当額 

(①－⑤)又は当

初申告税額控除

超過額相当額 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

・  ・ 

・  ・ 

円 円 円 円 円 円 円 

・  ・ 

・  ・ 
              

・  ・ 

・  ・ 
              

・  ・ 

・  ・ 
              

・  ・ 

・  ・ 
              

・  ・ 

・  ・ 
              

計           

⑧ ⑨ 

各道府県ごとに加算する税額控除超過額相当額の明細 

  

政令第9条の7第6項ただし書の規定の適用の有無 有 ・ 無 

事 務 所 又 は 事 業 所 

従業者数又は補

正後の従業者数 

各道府県ごとに

加算する税額控

除超過額相当額 

名 称 所 在 地 

⑩ 

    
人 円 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

合 計     

 

第七号の二様式別表七(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係) 

税額控除不足額相当額及び税額控除超過額相当額の計算に関する明細書

(その2) 

事業

年度 

・   ・ 

・   ・ 

法

人

名 

  

過去適用事業年度 

過去当初申告税額

控除額 

(過去適用事業年

度の第7号の2様式

(その2)の⑪) 

税額控除額 

(過去適用事

業年度の第7

号の2様式(そ

の2)の⑩) 

②につき法第53

条第43項及び第

321条の8第43項

により対象前各

事業年度の法人

税割額に加算し

た金額 

②につき法第53

条第42項及び第

321条の8第42項

により対象前各

事業年度の法人

税割額から控除

した金額 

調整後過去税額

控除額 

②＋③－④ 

⑤＞①の場合 ①＞⑤の場合 

税額控除不足額

相当額 

(⑤－①)又は当

初申告税額控除

不足額相当額 

税額控除超過額

相当額 

(①－⑤)又は当

初申告税額控除

超過額相当額 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

・  ・ 

・  ・ 

円 円 円 円 円 円 円 

              

・  ・ 

・  ・ 

              

              

・  ・ 

・  ・ 

              

              

・  ・ 

・  ・ 

              

              

・  ・ 

・  ・ 

              

              

・  ・ 

・  ・ 

              

              

計           

⑧ 

(イ) 

⑨ 

(イ) 

(ロ) (ロ) 

各都道府県・市町村ごとに加算する税額控除超過額相当額の明細 

政令第9条の7第6項ただし書の規定の適用の有無 有 ・ 無 政令第48条の13第7項ただし書の規定の適用の有無 有 ・ 無 

事 務 所 又 は 事 業 所 従業者数又は

補正後の従業

者数 

各都道府県ごとに加算

する税額控除超過額相

当額 
従業者数又は補

正後の従業者数 

各市町村ごとに加算する税額

控除超過額相当額 

特

別

区

以

外 

名 称 所 在 地 
⑩ ⑪ 

    
人 円 人 円 

            

            

            

            

小 計   
⑫ 

  
⑬ 

特

別

区 

      

⑨(イ)－⑫ 

  

⑨(ロ)－⑬ 

合 計         

 

第7号の2様式別表7記載要領 

 1 この明細書は、通算法人(法人税法第2条第12号の7の2に規定する通算法人をいい、通

算法人であった法人を含む。以下この記載要領において同じ。)が法第53条第42項又は

第43項(これらの規定を同条第47項及び第48項において準用する場合を含む。)及び第321

条の8第42項又は第43項(これらの規定を同条第47項及び第48項において準用する場合

を含む。)の規定の適用を受ける場合に記載し、東京都内に事務所又は事業所を有する

法人が東京都に提出する第6号様式、第6号様式(その2)若しくは第6号様式(その3)の申

告書、第7号の2様式の明細書又は第10号の3様式の更正請求書に添付する場合は(その2)

により、それ以外の場合は(その1)によること。なお、(その2)は(その1)に代えて使用

して差し支えないものであること。 

 2 (その1)の記載に当たっては、次によること。 

  (1) 「税額控除不足額相当額(⑤－①)又は当初申告税額控除不足額相当額⑥」の欄の

記載に当たっては、次によること。 

   (イ) 通算法人の対象事業年度(法第53条第42項に規定する対象事業年度をいう。

(ロ)及び(2)(イ)において同じ。)について同条第44項の規定の適用を受ける場合

((ロ)に規定する既に修正申告等があった場合を除く。)には、「(⑤－①)又は」

を抹消すること。 

   (ロ) 既に通算法人の対象事業年度について法第53条第45項の規定を適用して同条

第34項に規定する申告書の提出又は法第55条第1項若しくは第3項の規定による更

正がされていた場合において、当該対象事業年度につき法第53条第44項の規定の

適用を受けるとき(以下2において「既に修正申告等があった場合」という。)は、

当該申告書又は当該更正のうち、最も新しいもの((2)(ロ)において「直近修正申

告書等」という。)に基づき「税額控除不足額相当額(⑤－①)又は当初申告税額控

除不足額相当額⑥」の欄の金額として計算される金額を記載すること。 

   (ハ) (イ)に規定する場合及び既に修正申告等があった場合以外の場合には、「又

は当初申告税額控除不足額相当額」を抹消すること。 

  (2) 「税額控除超過額相当額(①－⑤)又は当初申告税額控除超過額相当額⑦」の欄の

記載に当たっては、次によること。 

   (イ) 通算法人の対象事業年度について法第53条第44項の規定の適用を受ける場合

(既に修正申告等があった場合を除く。)には、「(①－⑤)又は」を抹消すること。 

   (ロ) 既に修正申告等があった場合には、直近修正申告書等に基づき「税額控除超

過額相当額(①－⑤)又は当初申告税額控除超過額相当額⑦」の欄の金額として計

算される金額を記載すること。 

   (ハ) (イ)に規定する場合及び既に修正申告等があった場合以外の場合には、「又

は当初申告税額控除超過額相当額」を抹消すること。 

  (3) 過去適用事業年度(法第53条第42項に規定する過去適用事業年度をいう。以下(3)

において同じ。)の同項に規定する過去当初申告税額控除額の控除に関する事項を記

載した第7号の2様式及び同様式別表1から別表6までの明細書並びに過去適用事業年

度の税額控除額(同条第39項に規定する税額控除額をいう。)の控除に関する事項を

記載した同様式及び同様式別表1から別表6までの明細書を添付すること。 

 3 (その2)の記載に当たっては、次によること。 

  (1) 「税額控除不足額相当額(⑤－①)又は当初申告税額控除不足額相当額⑥」の欄の

記載に当たっては、次によること。 

   (イ) 通算法人の対象事業年度(法第53条第42項及び第321条の8第42項に規定する

対象事業年度をいう。(ロ)及び(2)(イ)において同じ。)について法第53条第44項

及び第321条の8第44項の規定の適用を受ける場合((ロ)に規定する既に修正申告

等があった場合を除く。)には、「(⑤－①)又は」を抹消すること。 

   (ロ) 既に通算法人の対象事業年度について法第53条第45項及び第321条の8第45項

の規定を適用して法第53条第34項及び第321条の8第34項に規定する申告書の提出

又は法第55条第1項若しくは第3項及び第321条の11第1項若しくは第3項の規定に

よる更正がされていた場合において、当該対象事業年度につき法第53条第44項及

び第321条の8第44項の規定の適用を受けるとき(以下3において「既に修正申告等

があった場合」という。)は、当該申告書又は当該更正のうち、最も新しいもの((2)

(ロ)において「直近修正申告書等」という。)に基づき「税額控除不足額相当額(⑤

－①)又は当初申告税額控除不足額相当額⑥」の欄の金額として計算される金額を

記載すること。 

   (ハ) (イ)に規定する場合及び既に修正申告等があった場合以外の場合には、「又

は当初申告税額控除不足額相当額」を抹消すること。 

  (2) 「税額控除超過額相当額(①－⑤)又は当初申告税額控除超過額相当額⑦」の欄の

記載に当たっては、次によること。 

   (イ) 通算法人の対象事業年度について法第53条第44項及び第321条の8第44項の規

定の適用を受ける場合(既に修正申告等があった場合を除く。)には、「(①－⑤)

又は」を抹消すること。 

   (ロ) 既に修正申告等があった場合には、直近修正申告書等に基づき「税額控除超

過額相当額(①－⑤)又は当初申告税額控除超過額相当額⑦」の欄の金額として計

算される金額を記載すること。 

   (ハ) (イ)に規定する場合及び既に修正申告等があった場合以外の場合には、「又

は当初申告税額控除超過額相当額」を抹消すること。 

  (3) 過去適用事業年度(法第53条第42項及び第321条の8第42項に規定する過去適用事

業年度をいう。以下(3)において同じ。)のこれらの規定に規定する過去当初申告税

額控除額の控除に関する事項を記載した第7号の2様式(その2)及び同様式別表1から

別表6(その2)までの明細書又は第7号の2様式(その1)及び同様式別表1から別表6(そ

の1)まで並びに第20号の4様式及び同様式別表1から別表6までの明細書並びに過去

適用事業年度の税額控除額(法第53条第39項及び第321条の8第39項に規定する税額

控除額をいう。)の控除に関する事項を記載した第7号の2様式(その2)及び同様式別

表1から別表6(その2)までの明細書又は第7号の2様式(その1)及び同様式別表1から

別表6(その1)まで並びに第20号の4様式及び同様式別表1から別表6までの明細書を

添付すること。 
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第
七
号
の
三
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
附
則

第
二
条
の
六
・
第
二
条
の
六
の
二
・
第
三
条
関
係
）

第七号の三様式(用紙日本産業規格A4)(附則第二条の六・第二条の六の二・第三条関係) 

特定寄附金を支出した場合の税額

控除の計算に関する明細書 

事業年度又は

連結事業年度 

・    ・ 

・    ・ 
法人名 

  

 

1．特定寄附金に関する明細 

支
出
し
た
特
定
寄
附
金 

 

① 

寄附した年月日 寄附先 
 まち・ひと・しごと創生寄附

活用事業の事業名 
特定寄附金の額 

      円 

        

        

        

        

    計 ② 
  

 

2．特定寄附金額の按分の計算 

適用する事業税の分割基準 
  1．従業者数 

  2．固定資産の価額 

 3．事務所又は事業所数 

 4．軌道の延長キロメートル数 

 5．電線路の電力の容量 

 

 

  事 業 税 道 府 県 民 税 ・ 都 民 税 

分割基準 
(単位＝   ) 

(イ) 

  按分後の
特定寄附金の額 

(ロ) 

従業者の数 
(単位＝ 人 ) 

(ハ) 

  按分後の
特定寄附金の額 

(ニ) 

 本都道府県分      ③ 
  円   円 

  
③のうち東京都特別区分 ④ 

        

③のうち東京都市町村分 ⑤ 
        

 合計          ⑥ 
        

 

3．特定寄附金税額控除額の計算 

事 業 税 道 府 県 民 税 ・ 都 民 税 

 
 

 
 

 
 

 
 (

東
京
都
の
場
合)

 

特定寄附金の額 

②又は③の(ロ) 
⑦ 

円 特定寄附金の額 

②又は③の(ニ) 
⑫ 

円 

控除額 

⑦×20／100 
⑧ 

  控除額 

⑫×5.7／100又は⑮＋⑰ 
⑬ 

  

控除対象事業税額  第6号様式 、第6

号様式(その2) 又は第6号様式(その3)  
⑨ 00 

東
京
都
に
申
告
す
る
場
合
の
⑬
の
計
算 

特

別

区

分 

特定寄附金の額 

②、③の(ニ)又は④の(ニ) 
⑭ 

  

税額控除上限額 

⑨×20／100 
⑩ 

  控除額 

⑭×40／100 
⑮ 

  

控除額 

⑧と⑩のうち少ない額 
⑪ 

  市

町

村

分 

特定寄附金の額 

②、③の(ニ)又は⑤の(ニ) 
⑯ 

  

  控除額 

⑯×5.7／100 
⑰ 

  

控除対象法人税割額 
(第6号様式⑦、第6号様式(その2)⑦又は
第6号様式(その3)⑦)－第6号の2様式③ 

⑱ 
  

税額控除上限額 

⑱×20／100 
⑲ 

  

控除額 

⑬と⑲のうち少ない額 
⑳ 

  

  

第7号の3様式記載要領 

 

 1 この明細書は、法附則第8条の2の2第1項若しくは地方税法等の一部を改正する法律

(令和2年法律第5号)附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の法(以下この記載要領

において「令和2年旧法」という。)附則第8条の2の2第1項若しくは第3項の規定により

法人税割額から控除しようとする場合又は法附則第9条の2の2第1項若しくは令和2年旧

法附則第9条の2の2第1項の規定により事業税額から控除しようとする場合に記載し、事

務所又は事業所所在地の道府県知事に、第6号様式、第6号様式(その2)若しくは第6号様

式(その3)の申告書又は第10号の3様式の更正請求書に添付して提出すること。 

  また、上記の規定の適用を受ける法人にあっては、寄附金を受けた法附則第8条の2の2

第1項若しくは令和2年旧法附則第8条の2の2第1項又は法附則第9条の2の2第1項若しく

は令和2年旧法附則第9条の2の2第1項に規定する認定地方公共団体が当該寄附金の受領

について地域再生法施行規則第14条第1項の規定により交付する書類の写しも併せて添

付すること。 

 2 「2．特定寄附金額の按分の計算」の各欄は、2以上の道府県に事務所若しくは事業所

を有する法人又は東京都の特別区及び市町村に事務所又は事業所を有する法人が記載

すること。 

 3 「2．特定寄附金額の按分の計算」中の「適用する事業税の分割基準」の欄、「事業

税」の「分割基準(イ)」の欄及び「道府県民税・都民税」の「従業者の数(ハ)」の欄に

記載すべき事項については、第10号様式に記載すべき内容に一致するものであるから、

同様式に記載したところに準じて記載すること。 

 4 事業税の「按分後の特定寄附金の額(ロ)」の欄は、「計②」の欄の金額を「分割基準

(イ)」の「合計⑥」の欄の数値で除して1単位当たりの特定寄附金の額を算出し、当該1

単位当たりの特定寄附金の額に「分割基準(イ)」の「本都道府県分③」の欄の数値を乗

じて得た額を記載し、道府県民税・都民税の「按分後の特定寄附金の額(ニ)」の各欄は、

「計②」の欄の金額を「従業者の数(ハ)」の「合計⑥」の欄の数値で除して1人当たり

の特定寄附金の額を算出し、当該1人当たりの特定寄附金の額に「従業者の数(ハ)」の

「本都道府県分③」、「③のうち東京都特別区分④」又は「③のうち東京都市町村分⑤」

の欄の数値を乗じて得た額を記載すること。なお、1単位当たり又は1人当たりの特定寄

附金の額を算出する場合において、当該除して得た数値に小数点以下の数値があるとき

は、当該小数点以下の数値のうち当該分割基準の総数のけた数に1を加えた数に相当す

る数の位以下の部分の数値を切り捨てること。 

第
八
号
様
式
及
び
第
九
号
様
式
　
削
除

第
十
号
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
三
条
・

第
五
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

第十号様式(用紙日本産業規格A4)(第三条・第五条・第十条の二関係) 

法人名   課税標準の分割に関する明細書(その1) 
事業年度又は

連結事業年度 

・    ・ 

・    ・ 

事業税 法第72条の2第1項 

第1号 

第2号 

第3号 

第4号 

に掲げる事業 道 府 県 民 税 

課

税

標

準

の

総

額 

所

得

金

額 

年 4 0 0 万 円 以 下 の 金 額 ⑥ 
円 

課

税

標

準

の

総

額 

法人税法の規定によって計算した

法人税額 
① 

円 

(      ) 

年400万円を超え年800万円以下の

金額又は年400万円を超える金額 
⑦   

試験研究費の額等に係る法人税額の

特別控除額 
②   

年 8 0 0 万 円 を 超 え る 金 額 ⑧   還 付 法 人 税 額 等 の 控 除 額 ③   

計 ⑥＋⑦＋⑧ ⑨   退職年金等積立金に係る法人税額 ④   

軽 減 税 率 不 適 用 法 人 の 金 額 ⑩   
差 引 計 

①＋②－③＋④ 
⑤   

付 加 価 値 額 ⑪   

  資 本 金 等 の 額 ⑫   

収 入 金 額 ⑬   

適用する事業税の分割基準 
 1．従業者数 

 2．固定資産の価額 

3．事務所又は事業所数 

4．軌道の延長キロメートル数 

5．電線路の電力の容量 

 

事務所又は事業所 事 業 税 道府県民税 

名 称 及 び

所 在 地 

分割

基準 

(単位

＝ )

 

分 割 課 税 標 準 額 

分 割

基 準 

(単位

＝人) 

分 割

課 税

標準額 

 

 

年 4 0 0万

円以下の

所得金額 

⑭ 

年400万円
を超え年
8 0 0 万 円
以下の所得
金額 又 は
特 別 法 人
の年400万
円を超える
所得金額 

⑮ 

年800万円
を超える
所得金額
又は軽減
税率不適
用法人の
所得金額 

 
 

⑯ 

計 
 

 

⑭＋⑮
＋⑯ 

 
 

⑰ 

付 加

価値額 
 
 

⑱ 

資本金

等の額 
 
 

⑲ 

収 入

金 額 
 
 

⑳ 

  ( ) 円 円 円 円 円 円 円   円 

  

  ( )                   

  

  ( )                   

  

  ( )                   

  

  ( )                   

  

  ( )                   

  

  ( )                   

  

合 計 
                    

 

・ 

・ 

・ 

 

第十号様式(その2)(用紙日本産業規格A4)(第三条・第五条・第十条の二関係) 

法人名   課税標準の分割に関する明細書(その2) 
事業年度又は

連結事業年度 

・    ・ 

・    ・ 

事務所又は事業所 事 業 税 道府県民税 

名 称 及 び

所 在 地 

 

分割

基準 

(単位

＝ ) 

分 割 課 税 標 準 額  
 
分割

基準 

 
 
(単位

＝人) 

分 割

課 税

標準額 

 

年400万

円以下の

所得金額 

⑭ 

年400万円
を超え年
800万円以
下の所得
金額又は
特別法人
の年400万
円を超える
所得金額 

⑮ 

年800万円
を超える所
得金額又は
軽減税率不
適用法人の
所得金額 
 
 
 

⑯ 

計 
 
 

 

⑭＋⑮＋⑯ 
 
 

⑰ 

付 加

価値額 
 
 

⑱ 

資本金

等の額 
 
 

⑲ 

収 入

金 額 
 
 

⑳ 

  ( ) 円 円 円 円 円 円 円   円 

  

  ( )                   

  

  ( )                   

  

  ( )                   

  

  ( )                   

  

  ( )                   

  

  ( )                   

  

  ( )                   

  

  ( )                   

  

  ( )                   

  

  ( )                   

  

  ( )                   

  

  ( )                   

  

  ( )                   

  

  ( )                   

  

  ( )                   

  

  ( )                   

  

  ( )                   

  

  ( )                   

  

  ( )                   

  

合 計 
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第10号様式記載要領 

 1 この明細書は、2以上の道府県に事務所若しくは事業所を有する法人又は東京都の特別区及び市

町村に事務所若しくは事業所を有する法人が、第6号様式、第6号様式(その2)若しくは第6号様式(そ

の3)、第6号の2様式又は第6号の3様式(法第72条の48第2項ただし書又は地方税法等の一部を改正す

る法律(令和2年法律第5号。以下この記載要領において「令和2年改正法」という。)附則第1条第5

号に掲げる規定による改正前の法(以下この記載要領において「令和2年旧法」という。)第72条の4

8第2項ただし書の規定により事業税の申告をする場合に限る。)、第6号の3様式(その2)(法第72条

の48第2項ただし書又は令和2年旧法第72条の48第2項ただし書の規定により事業税の申告をする場

合に限る。)若しくは第6号の3様式(その3)(法第72条の48第2項ただし書の規定により事業税の申告

をする場合に限る。)の申告書を提出する場合に、その申告書に添付して1通を提出すること。ただ

し、主たる事務所又は事業所(外国法人にあっては、この法律の施行地において行う事業の責任者

が主として執務する恒久的施設)所在地の道府県知事に対しては、写し1通を添付すること。 

 2 法人課税信託の受託者が当該法人課税信託について、第6号様式、第6号様式(その2)若しくは第6

号様式(その3)、第6号の2様式又は第6号の3様式、第6号の3様式(その2)若しくは第6号の3様式(そ

の3)の申告書に添付する場合には、「法人名」の欄には法人課税信託の名称を併記すること。 

 3  

「 
 
 
 事業税 法第72条の2第1項 

第1号 
・ 

第2号 
・ 

第3号 
・ 

第4号 

に掲げる事業 

」 

となっている箇所については、事業の 

  区分に応じ、「第1号」、「第2号」、「第3号」又は「第4号」の該当するものを〇印で囲んで表示する

こと。 

 4 法第72条の2第1項第1号に掲げる事業と同項第3号に掲げる事業とを併せて行う法人、同項第2号

に掲げる事業と同項第3号に掲げる事業とを併せて行う法人及び同項第1号に掲げる事業、同項第2

号に掲げる事業又は同項第3号に掲げる事業と同項第4号に掲げる事業とを併せて行う法人にあっ

ては、それぞれの事業に係る課税標準額の計算の別を明らかにして記載し、それぞれの事業ごとに

提出すること。この場合において、道府県民税については、いずれか一方の明細書に記載すること。 

 5 法第72条の2第1項第1号に掲げる事業及び同項第2号に掲げる事業と同項第3号に掲げる事業又は

同項第4号に掲げる事業とを併せて行う法人にあっては、それぞれの事業に係る課税標準額の計算

の別を明らかにして記載し、同項第1号に掲げる事業及び同項第2号に掲げる事業と同項第3号に掲

げる事業又は同項第4号に掲げる事業とに分けて提出すること。この場合において、道府県民税に

ついては、いずれか一方の明細書に記載すること。 

 6 通算法人(法人税法第2条第12号の7の2に規定する通算法人をいう。以下この記載要領において同

じ。)及び通算法人であった法人(法第53条第3項(令和2年改正法附則第5条第4項又は第5項において

準用する場合を含む。)、第8項、第13項、第19項又は第26項(令和2年改正法附則第5条第6項におい

て準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする通算法人であった法人に限る。)が第6号

様式、第6号様式(その2)又は第6号様式(その3)の申告書に添付する場合には、「法人税法の規定に

よって計算した法人税額①」から「退職年金等積立金に係る法人税額④」までの各欄は記載しない

こととし、「差引計⑤」の欄に第6号様式別表1の「課税標準となる法人税額⑭」の欄の金額を記載

すること。 

 7 連結法人(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1条第5

号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法第2条第12号の7の2に規定する連結法人を

いう。以下この記載要領において同じ。)及び連結法人であった法人(令和2年改正法附則第5条第4

項若しくは第5項において準用する法第53条第3項若しくは令和2年改正法附則第5条第6項において

準用する法第53条第26項又は令和2年旧法第53条第5項、第9項若しくは第15項の規定の適用を受け

ようとする連結法人であった法人に限り、通算法人及び通算法人であった法人を除く。)が第6号様

式、第6号様式(その2)又は第6号様式(その3)の申告書に添付する場合には、「法人税法の規定によっ

て計算した法人税額①」から「退職年金等積立金に係る法人税額④」までの各欄は記載しないこと

とし、「差引計⑤」の欄に第6号様式別表1の3の「課税標準となる個別帰属法人税額又は法人税額⑦」

の欄の金額を記載すること。 

 8 道府県内に恒久的施設を有する外国法人が第6号様式、第6号様式(その2)又は第6号様式(その3)

の申告書に添付する場合には、「法人税法の規定によって計算した法人税額①」から「退職年金等

積立金に係る法人税額④」までの各欄は記載しないこととし、「差引計⑤」の欄に第6号様式別表1

の2の「課税標準となる法人税額④」の欄の金額を記載すること。 

 9 「事務所又は事業所」の欄は、同一道府県内に所在する事務所又は事業所ごとにその名称と所在

地の市町村名を記載し、「分割基準」の欄は、当該事務所又は事業所ごとに記載するほか同一道府

県ごとにその小計を付すること。 

 10 事業税の「分割基準(単位＝ )」の欄の括弧内には、適用する分割基準の種類に応じた単位を

記載し、事務所又は事業所ごとに記載する「分割基準」の各欄の上段の括弧内には、法第72条の48

第4項第1号ただし書に規定する事業所等(以下この記載要領において「工場である事業所等」とい

う。)について、同号ただし書の規定を適用する前の当該工場である事業所等の従業者数を記載す

ること。 

 11 事業税の分割基準について、事務所若しくは事業所の固定資産の価額に1,000円未満の端数があ

るとき、軌道の単線換算キロメートル数にキロメートル未満の端数があるとき、又は電線路の電力

の容量に千キロワット未満の端数があるときは、その端数を切り捨てること。 

 12 事業税の「分割課税標準額」及び道府県民税の「分割課税標準額」の各欄に記載すべき金額に

1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその

全額を切り捨てること。また、電気供給業若しくは製造業、電気供給業、ガス供給業、倉庫業、鉄

道事業若しくは軌道事業以外の事業の分割課税標準額を計算するため課税標準額を二分した金額

又は鉄道事業若しくは軌道事業とこれらの事業以外の事業とを併せて行う法人の分割課税標準額

を計算するため課税標準額をそれぞれの事業に係る売上金額により按分した金額について1,000円

未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときについても同様であること。 

 13 事業税の「分割課税標準額」の各欄は、事業税の「課税標準の総額」の各欄(⑨の欄を除く。)

の金額を事業税の「分割基準」の欄の合計の数値で除して1単位当たりの分割課税標準額を算出し、

当該1単位当たりの分割課税標準額に事業税の「分割基準」の欄の道府県ごとの小計の数値を乗じ

て得た額を記載し、道府県民税の「分割課税標準額 」の欄は、道府県民税の「課税標準の総額」

の「差引計⑤」の欄の金額を道府県民税の「分割基準」の欄の合計の数値で除して1人当たりの分

割課税標準額を算出し、当該1人当たりの分割課税標準額に道府県民税の「分割基準」の欄の道府

県ごとの小計の数値を乗じて得た額を記載すること。なお、1単位当たり又は1人当たりの分割課税

標準額を算出する場合において、当該除して得た数値に小数点以下の数値があるときは、当該小数

点以下の数値のうち当該分割基準の総数のけた数に1を加えた数に相当する数の位以下の部分の数

値を切り捨てること。 
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第十号の二様式(用紙日本産業規格A4)(第六条の四関係) 

 

分割基準の修正に関する届出書 

  
受付印 

  

  令和  年  月  日 
所在地及び

電 話 番 号 
(電話        )  

殿 

(ふりがな) 

法 人 名 
  

法 人 番 号           
                        

更正の請求の対象となる事業年度     ・    ・    から    ・    ・    まで 

適 用 す る 分 割 基 準 
1．従業者数 

2．固定資産の価額 

3．事務所又は事業所数 

4．軌道の延長キロメートル数 

5．電線路の電力の容量 

 

事 務 所 又 は 事 業 所 分 割 基 準 

名 称 所 在 地 修 正 前 修 正 後 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

合 計     

分割基準に誤

りを生じた事

情の詳細 

  

 

第10号の2様式記載要領 

 1 この届出書は、2以上の道府県に事務所又は事業所を設けて事業を行う法人が、事業税について分割基

準の誤りによる更正の請求をする場合に、あらかじめ主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出

すること。 

 2 法人課税信託の受託者が当該法人課税信託について、事業税に係る分割基準の誤りによる更正の請求を

する場合にあっては、「法人名」の欄には法人課税信託の名称を併記すること。 

 3 「所在地及び電話番号」の欄に記載する所在地は、主たる事務所又は事業所の所在地を記載すること。 

 4 「法人番号」欄には、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律第2条第15項に規定する法人番号をいう。)を記載すること。 

 5 「事務所又は事業所」の欄は、同一道府県内に所在する事務所又は事業所ごとにその名称と所在地の市

町村名を記載し、「分割基準」の欄は、当該事務所又は事業所ごとに記載するほか同一道府県ごとに小計

を記載すること。なお、「分割基準」の「修正前」の各欄は、令和4年12月31日以後に終了する事業年度に

ついて分割基準の誤りによる更正の請求をする場合には、記載を要しない。 

 6 「分割基準に誤りを生じた事情の詳細」の欄には、その事情を具体的に記載するとともに、分割基準を

誤つた事実を明らかにすることができる資料を添付すること。 
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第十号の三様式(用紙日本産業規格A4)(第六条の五関係) 

更 正 請 求 書 

  
受付印 

  

  令和  年  月  日  ※

処

理

事

項 

発 信 年 月 日 
      

殿  

通 信 日 付 印  確 認 

          

所 在 地 及 び 電 話 番 号 
 

(電話                ) 

(ふ り が な) 

法 人 名 及 び 法 人 番 号 
  

(法人番号) 

        

                        
(ふ り が な) 

代 表 者 氏 名 
  

地方税法第  条  の規定に基づき、次のとおり更正の請求をします。 

更 正 の 請 求 の 対 象 と な る

事 業 年 度 又 は 連 結 事 業 年 度 
    ・    ・    から    ・    ・    まで 

摘 要 更 正 の 請 求 前 更 正 の 請 求 後 

 道府県

民 税 

課 税 標 準 等 円 円 

税 額 等     

事業税 

法第72条
の2第1項 
第1号 
・ 

第2号 
・ 

第3号 
・ 

第4号 
に掲げる
事業 

課

税

標

準

等 

所 得 等     

付 加 価 値 額     

資 本 金 等 の 額     

収 入 金 額     

欠 損 金 額 等     

税 額 等     

特別法人

事 業 税 

課
税
標
準 

基準法人所得割額     

基準法人収入割額     

税 額 等     

法 第 2 0 条 の 9 の 3 第 1 項 の

更 正 の 請 求 の 場 合 
法 定 納 期 限     ・     ・      

法 第 2 0 条 の 9 の 3 第 2 項 の

更 正 の 請 求 の 場 合 

第 1 号 の 判 決 等 の 確 定 日     ・     ・      

第 2 号 の 更 正 ・ 決 定 等 の あ っ た 日     ・     ・      

第 3 号の政令で定める理由の生じた日     ・     ・      

法第 5 3条の 2の更正の請求の

場 合 
国 の 税 務 官 署 の 更 正 の 通 知 日     ・     ・      

法第 7 2 条の 3 3 の更正の請求

の場合 

修 正 申 告 書 の 提 出 日     ・     ・      

更 正 ・ 決 定 の 通 知 を 受 け た 日     ・     ・      

国 の 税 務 官 署 の 更 正 ・ 決 定 の 通 知 日     ・     ・      

更正の請求をする理由、請求
をするに至った事情の詳細そ
の他参考となるべき事項 

  

連結親法人の本店所在地及び

電話番号 

 

(電話                ) 

(ふ り が な) 

連結親法人の名称及び法人番号 
  

(法人番号) 

        

                        

還付を受けようとする金融機関

及び支払方法 銀行      支店 口座番号(普通・当座) 

関 与 税 理 士 署 名 (電話                ) 
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第10号の3様式記載要領 

 1 この請求書は、法人の道府県民税又は事業税若しくは特別法人事業税について、法第

20条の9の3第1項若しくは第2項、第53条の2、第72条の33若しくは第72条の48の2第4項

又は地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)附則第1条第5号に掲げる規

定による改正前の法(以下この記載要領において「令和2年旧法」という。)第53条の2

若しくは第72条の33の規定に基づき更正の請求をする場合に使用すること。 

 2 法人課税信託の受託者が当該法人課税信託について、道府県民税の法人税割又は事業

税の更正の請求をする場合にあっては、「法人名」の欄には法人課税信託の名称を併記

すること。 

 3 この請求書は、更正の請求をする事務所又は事業所所在地の道府県知事に1通提出す

ること。ただし、2以上の道府県に事務所又は事業所を有する法人が分割基準の誤りに

よる更正の請求をする場合には、主たる事務所又は事業所(外国法人にあっては、法の

施行地において行う事業の経営の責任者が主として執務する恒久的施設)所在地の道府

県知事にあらかじめ第10号の2様式により修正後の分割基準の明細を届け出たことを証

する文書を添付すること。 

 4 「法人番号」欄には、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号をいう。)を記載すること。 

 5 「課税標準等」の欄には、課税標準及びこれから控除する金額並びに欠損金額等を記

載し、「税額等」の欄には、納付すべき税額及びその計算上控除する金額並びに申告書

に記載すべき還付金の額に相当する税額及びその計算の基礎となる税額を記載するこ

と。なお、令和4年12月31日以後に終了する事業年度又は連結事業年度(所得税法等の一

部を改正する法律(令和2年法律第8号。以下この記載要領において「令和2年所得税法等

改正法」という。)第3条の規定(令和2年所得税法等改正法附則第1条第5号ロに掲げる改

正規定に限る。)による改正前の法人税法(以下この記載要領において「令和2年旧法人

税法」という。)第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下この記載要領に

おいて同じ。)について更正の請求をする場合には、「更正の請求前」の「税額等」の各

欄の納付すべき税額の計算上控除する金額及び申告書に記載すべき還付金の額に相当

する税額の計算の基礎となる税額並びに「更正の請求前」の「課税標準等」及び「課税

標準」の各欄については、記載を要しない。 

 6 道府県民税の「税額等」の欄には、均等割額と法人税割額の合計額を記載すること。 

 7  

「 事業税 

 法第72条
の2第1項 
第1号 
・ 

第2号 
・ 

第3号 
・ 

第4号 
に掲げる事業 」 

となっている箇所については、事業の区分に応じ、「第1号」 

  、「第2号」、「第3号」又は「第4号」の該当するものを○印で囲んで表示すること。 

 8 法第72条の2第1項第1号に掲げる事業と同項第3号に掲げる事業とを併せて行う法人、

同項第2号に掲げる事業と同項第3号に掲げる事業とを併せて行う法人及び同項第1号に

掲げる事業、同項第2号に掲げる事業又は同項第3号に掲げる事業と同項第4号に掲げる

事業とを併せて行う法人が事業税の更正の請求をする場合にあっては、それぞれの事業

に係る課税標準等及び税額等の計算の別を明らかにして記載し、それぞれの事業ごとに

提出すること。 

 9 法第72条の2第1項第1号に掲げる事業及び同項第2号に掲げる事業と同項第3号に掲げ

る事業又は同項第4号に掲げる事業とを併せて行う法人が事業税の更正の請求をする場

合にあっては、それぞれの事業に係る課税標準等及び税額等の計算の別を明らかにして

記載し、同項第1号に掲げる事業及び同項第2号に掲げる事業と同項第3号に掲げる事業

又は同項第4号に掲げる事業とに分けて提出すること。 

 10 「国の税務官署の更正の通知日」の欄は、更正の請求の対象となる連結事業年度に

おいて当該請求を行う法人が連結子法人(令和2年旧法人税法第2条第12号の7に規定す

る連結子法人をいう。以下この記載要領において同じ。)である場合にあっては、当該

連結子法人との間に連結完全支配関係(令和2年旧法人税法第2条第12号の7の7に規定す

る連結完全支配関係をいう。以下この記載要領において同じ。)がある連結親法人(令和

2年旧法人税法第2条第12号の6の7に規定する連結親法人をいう。以下この記載要領にお

いて同じ。)又は当該連結子法人との間に連結完全支配関係があった連結親法人が国の

税務官署から受けた更正の通知日を記載すること。 

 11 「国の税務官署の更正・決定の通知日」の欄は、更正の請求の対象となる事業年度

において当該請求を行う法人が連結申告法人(令和2年旧法人税法第2条第16号に規定す

る連結申告法人をいう。以下この記載要領において同じ。)(連結子法人に限る。)であ

る場合にあっては、当該事業年度終了の日の属する連結事業年度において当該法人との

間に連結完全支配関係がある連結親法人が国の税務官署から受けた更正又は決定の通

知日を記載すること。 

 12 「更正の請求をする理由、請求をするに至った事情の詳細その他参考となるべき事

項」の欄には、その理由等を具体的に記載するとともに、課税標準等又は税額等が過大

であること等の事実を証する資料(法第53条の2若しくは第72条の33第2項又は令和2年

旧法第53条の2若しくは第72条の33第2項の規定に基づき更正の請求をする場合には、法

人税の更正通知書の写し)を添付すること。なお、この更正の請求が、租税条約等の実

施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この記載要領に

おいて「租税条約等実施特例法」という。)第7条第1項又は令和2年所得税法等改正法第

18条の規定による改正前の租税条約等実施特例法第7条第1項に規定する合意に基づく

国税通則法第24条又は第26条の規定による更正に係るものである場合には、当該欄に

「租税条約の実施に係るもの」と記載すること。 

 13 「連結親法人の本店所在地及び電話番号」の欄及び「連結親法人の名称及び法人番

号」の欄は、「国の税務官署の更正の通知日」の欄に通知日を記載した法人のうち更正

の請求の対象となる連結事業年度において連結子法人である法人及び「国の税務官署の

更正・決定の通知日」の欄に通知日を記載した法人のうち更正の請求の対象となる事業

年度において連結申告法人(連結子法人に限る。)である法人が記載すること。 
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第十号の四様式(用紙日本産業規格A4)(第六条の五関係) 

更 正 請 求 書 

  
受付印 

  

  

令和  年  月  日  

 

 

 

殿  

※
処
理
事
項 

発 信 年 月 日 
      

通 信 日 付 印 確 認 

            

所 在 地 及 び 電 話 番 号 
 

(電話          ) 

(ふ り が な) 

法 人 名 及 び 法 人 番 号 
  

(法人番号) 

        
                        

(ふ り が な) 

代 表 者 氏 名 
  

地方税法第  条  の規定に基づき、次のとおり更正の請求をします。 

更 正 の 請 求 の 対 象 と な る

事業年度又は連結事業年度 
・   ・   から   ・   ・   まで 

摘 要 更 正 の 請 求 前 更 正 の 請 求 後 

課 税 標 準 等 円 円 

税 額 等     

法第20条の9の3第1項の更正の

請求の場合 
法 定 納 期 限 ・    ・ 

法第20条の9の3第2項の更正の

請求の場合 

第 1 号 の 判 決 等 の 確 定 日 ・    ・ 

第2号の更正・決定等のあった日 ・    ・ 

第3号の政令で定める理由の生じた日 ・    ・ 

法 第 3 2 1条 の 8の 2の 更 正 の

請求の場合 
国の税務官署の更正の通知日 ・    ・ 

更正の請求をする理由、請求

をするに至った事情の詳細そ

の他参考となるべき事項 

  

連結親法人の本店所在地及び

電話番号 

 

(電話          ) 

(ふ り が な) 

連結親法人の名称及び法人番号 
  

(法人番号) 

        
                        

還付を受けようとする金融機関

及び支払方法 
       銀行     支店 口座番号(普通・当座) 

関 与 税 理 士 署 名 
 

(電話          ) 

第10号の4様式記載要領 

 1 この請求書は、法人の市町村民税について、法第20条の9の3第1項若しくは第2項若しくは第321条の8

の2又は地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)附則第1条第5号に掲げる規定による改正前

の法(以下この記載要領において「令和2年旧法」という。)第321条の8の2の規定に基づき更正の請求をす

る場合に使用すること。 

 2 法人課税信託の受託者が当該法人課税信託について、市町村民税の法人税割の更正の請求をする場合に

あっては、「法人名」の欄には法人課税信託の名称を併記すること。 

 3 この請求書は、更正の請求をする事務所又は事業所所在地の市町村長に1通提出すること。 

 4 「法人番号」欄には、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律第2条第15項に規定する法人番号をいう。)を記載すること。 

 5 「課税標準等」の欄には、課税標準及びこれから控除する金額を記載し、「税額等」の欄には、納付す

べき税額及びその計算上控除する金額並びに申告書に記載すべき還付金の額に相当する税額及びその計

算の基礎となる税額について、均等割額と法人税割額の合計額を記載すること。なお、令和4年12月31日

以後に終了する事業年度又は連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号。以下こ

の記載要領において「令和2年所得税法等改正法」という。)第3条の規定(令和2年所得税法等改正法附則

第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(以下この記載要領において「令和2年

旧法人税法」という。)第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下この記載要領において同じ。)

について更正の請求をする場合には、「更正の請求前」の「税額等」の欄の納付すべき税額の計算上控除

する金額及び申告書に記載すべき還付金の額に相当する税額の計算の基礎となる税額並びに「更正の請求

前」の「課税標準等」の欄については、記載を要しない。 

 6 「国の税務官署の更正の通知日」の欄は、更正の請求の対象となる連結事業年度において当該請求を行

う法人が連結子法人(令和2年旧法人税法第2条第12号の7に規定する連結子法人をいう。以下この記載要領

において同じ。)である場合にあっては、当該連結子法人との間に連結完全支配関係(令和2年旧法人税法

第2条第12号の7の7に規定する連結完全支配関係をいう。以下この記載要領において同じ。)がある連結親

法人(令和2年旧法人税法第2条第12号の6の7に規定する連結親法人をいう。以下この記載要領において同

じ。)又は当該連結子法人との間に連結完全支配関係があった連結親法人が国の税務官署から受けた更正

の通知日を記載すること。 

 7 「更正の請求をする理由、請求をするに至った事情の詳細その他参考となるべき事項」の欄には、その

理由等を具体的に記載するとともに、課税標準等又は税額等が過大であること等の事実を証する資料(法

第321条の8の2又は令和2年旧法第321条の8の2の規定に基づき更正の請求をする場合には、法人税の更正

通知書の写し)を添付すること。なお、この更正の請求が、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法

及び地方税法の特例等に関する法律(以下この記載要領において「租税条約等実施特例法」という。)第7

条第1項又は令和2年所得税法等改正法第18条の規定による改正前の租税条約等実施特例法第7条第1項に

規定する合意に基づく国税通則法第24条又は第26条の規定による更正に係るものである場合には、当該欄

に「租税条約の実施に係るもの」と記載すること。 

 8 「連結親法人の本店所在地及び電話番号」の欄及び「連結親法人の名称及び法人番号」の欄は、「国の

税務官署の更正の通知日」の欄に通知日を記載した法人のうち更正の請求の対象となる連結事業年度にお

いて連結子法人である法人が記載すること。 
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第
十
号
の
五
様
式
（
第
三
条
の
四
・
第
五
条
の
二
の
三
・

地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
二

年
総
務
省
令
第
九
十
四
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法

施
行
規
則
第
三
条
の
四
の
三
・
第
五
条
の
四
関
係
）

第十号の五様式(第三条の四・第五条の二の三・地方税法施行規則の一部を改正する省令(令和二年総務省令第九十四号)による改正前の地方税法施行規則第三条の四の三・第五条の四関係) 
 
                             徴収猶予の申請書 

  ※
処
理
事
項 

発 信 年 月 日 
整 理 番 号 事務所 

区
分 

管 理 番 号 申請区分 
通信日付印 確 認 

   
受付印 

                

                                              
  

年   月   日 

殿 
相互協議申立て年月日 年   月   日 

法 人 番 号 

          

                        

所 在 地 
 
本県が支店等

の場合は本店

所在地と併記 
(電話               ) 

相手国等に相互協議申立てを行っている場合 □ 

(ふりがな)   

法 人 名   

 
 地 方 税 法 

 令和2年旧地方税法 

第55条の2第1項・第72条の39の2第1項 

第55条の4第1項・第72条の39の4第1項 
の規定により、下記のとおり徴収猶予を申請します。 

 

 

納

付

す

べ

き

金

額 

事 業 年 度 又 は

連 結 事 業 年 度 
納 期 限 

道 府 県 民 税 事 業 税 ・ 特 別 法 人 事 業 税 

法 人 税 割 額 延 滞 金額 所得割額又は特別法人事業税額 付加価値割額   加 算 金 額 延 滞 金 額 

    円 法律による金額 円 円 円   円 法律による金額 円 

    円 法律による金額 円 円 円   円 法律による金額 円 

    円 法律による金額 円 円 円   円 法律による金額 円 

    円 法律による金額 円 円 円   円 法律による金額 円 

    円 法律による金額 円 円 円   円 法律による金額 円 

    円 法律による金額 円 円 円   円 法律による金額 円 

    円 法律による金額 円 円 円   円 法律による金額 円 

上
記
の
う
ち
猶
予
を
受
け
よ
う
と
す
る
金
額 

事 業 年 度 又 は

連 結 事 業 年 度 
納 期 限 

道 府 県 民 税 事 業 税 ・ 特 別 法 人 事 業 税 

法 人 税 割 額 延 滞 金額 所得割額又は特別法人事業税額 付加価値割額   加 算 金 額 延 滞 金 額 

    円 法律による金額 円 円 円   円 法律による金額 円 

    円 法律による金額 円 円 円   円 法律による金額 円 

    円 法律による金額 円 円 円   円 法律による金額 円 

    円 法律による金額 円 円 円   円 法律による金額 円 

    円 法律による金額 円 円 円   円 法律による金額 円 

    円 法律による金額 円 円 円   円 法律による金額 円 

    円 法律による金額 円 円 円   円 法律による金額 円 

担 保   

第10号の5様式記載要領 

 1 この申請書は、法第55条の2第1項若しくは第72条の39の2第1項又は地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)附則第1条第5

号に掲げる規定による改正前の法第55条の2第1項、第55条の4第1項、第72条の39の2第1項若しくは第72条の39の4第1項の規定(特別法人事

業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第8条の規定により法人の事業税の賦課徴収の例によることとされる場合を含む。)に基づき徴収

の猶予を申請する場合に使用すること。 

 2 ＊印の欄は記載しないこと。 

 3 「法人番号」欄には、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番

号をいう。)を記載すること。 

第
十
一
号
様
式
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ

４
・
紫
色
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

第十一号様式(提出用)(用紙日本産業規格A4・紫色)(第三条・第十条の二関係) 

  
※
処
理
事
項 

発 信 年 月 日 
整 理 番 号 事務所 区分 

管 理 番 号 申告区分 通信日付印 確認 

  

受付印 

 

  
              

  

     令和  年  月  日  

 

殿 

法 人 番 号 申告年月日 

  
  

    
年 月 日 

る

事

務

所

又

は

事

業

所 

道

府

県

内

に

あ

る

主

た 

所 在 地 

(電話                    ) 

(ふりがな) 

 

名 称 

  

  

(ふりがな) 

代 表 者 又

は 管 理 人

の 氏 名 

  

  

本

店

又

は

本

社 

所 在 地 

(電話            )  

事 業 種 目   

(ふりがな) 

 

名 称 

  

資 本 金

等 の 額 

兆 十億 百万 千 円 

  

 

  令和   年度 道府県民税の均等割申告書 
※   

  
  

  

   

道府県内にあ

る主たる事務

所又は事業所

以外の事務所

又は事業所 

所 在 地       

(ふりがな) 

 

名 称 

      

      

 前年4月1日から3月31日までの間に

道府県内に事務所又は事業所を有

していた期間 

  

同左の月数 ① 月 

令和   年   月   日から 

  
令和   年   月   日まで 

  

 この申告によって納付すべき道府

県民税の均等割額 
円×

12

①
   ② 

兆 十億 百万 千 円 

 

 0 0 

場
合
の
②
の
計
算 

東
京
都
に
申
告
す
る 

前年4月1日か
ら 3月 3 1日ま
での間に都内
に事務所又は
事業所を有し
ていた期間 

特別区

の区域 

    ・  ・      月 

    ・  ・     (ア) 

    ・  ・      月 

    ・  ・     (イ) 

    ・  ・      月 

    ・  ・     (ウ) 

市町村

の区域 

    ・  ・      月 

    ・  ・     (エ) 
    

東 京 都 に 納 付

す べ き 均 等 割

額 ② の 計 算 

特別区の区域分 

(税率)          円×
12

(ア)
 

兆 十億 百万 千 円 

 0 0 

(税率)          円×
12

)イ(
 

         

 0 0 

(税率)          円×
12

)ウ(
 

         

 0 0 

市町村の区域分 (税率)          円×
12

)エ(
 

         

 0 0 

 
  

関与税理士

署 名 
(電話              ) 
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第十一号様式(入力用)(用紙日本産業規格A4・紫色)(第三条・第十条の二関係) 

 

 

1 

整 理 番 号 事務所 区
分 

管 理 番 号 申告区分  

24     
A 

    

  法 人 番 号 申告年月日  

43         年 月 日 

                                        25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  12 

B 

 

  

資本金

等の額 
73 

          

69 

予備 56           

 

 

 

 

 

 

  12 

B 

 

44 

 

50 

          49 

 

55 01 月 

      

      
      

  
  

02 

        

 0 0 

 

第11号様式記載要領 

 1 この申告書は、道府県内に事務所又は事業所を有する法人税法第2条第5号の公共法

人及び法第24条第5項に規定する公益法人等で均等割のみ課されるものが道府県民税

の均等割を申告する場合に使用すること。 

 2 この申告書は、4月30日までに事務所又は事業所所在地の道府県知事に1通を提出す

ること。 

 3 ※印の欄は記載しないこと。 

 4 「法人番号」欄には、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号をいう。)を記載すること。 

 5 金額の単位区分(けた)のある欄の記載に際しては、単位区分に従って正確に記載する

こと。 

第
十
二
号
様
式
　
削
除

第
十
二
号
の
二
様
式
（
用
紙
縦
百
七
十
八
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

横
八
十
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
（
第
三
条
・
第
五
条
・
第
十

条
の
二
関
係
）

第十二号の二様式(用紙縦百七十八ミリメートル横八十五ミリメートル)(第三条・第五条・第十条の二関係) 

都道府県コード 法人 
道 府 県 民 税 
事 業 税 領収済通知書 公 

 
 

 
(

第
三
片) 

都道府県コード 法人 
道 府 県 民 税 
事 業 税 納 付 書 公 

 
 

 
(

第
二
片) 

都道府県コード 法人 
道 府 県 民 税 
事 業 税 領 収 証 書 公 

 
 

 
(

第
一
片) 

  特 別 法 人 事 業 税   特 別 法 人 事 業 税   特 別 法 人 事 業 税 

  口 座 番 号 加 入 者   口 座 番 号 加 入 者   口 座 番 号 加 入 者 

  
都道

府県 
      

都道

府県 
      

都道

府県 
    

所在地及び法人名 所在地及び法人名 所在地及び法人名 

年 度 ※ 処 理 事 項 管 理 番 号 年 度 ※ 処 理 事 項 管 理 番 号 年 度 ※ 処 理 事 項 管 理 番 号 

  
    

  
    

  
    

事 業 年 度 又 は 連 結 事 業 年 度 申 告 区 分 事 業 年 度 又 は 連 結 事 業 年 度 申 告 区 分 事 業 年 度 又 は 連 結 事 業 年 度 申 告 区 分 

  か
ら 

  ま
で 

そ
の
他 

 決
定 

更
正 

修
正 

確
定 

予
定 

中
間 

(   ) 
  か

ら 

  ま
で 

そ
の
他 

 決
定 

更
正 

修
正 

確
定 

予
定 

中
間 

(   ) 
  か

ら 

  ま
で 

そ
の
他 

 決
定 

更
正 

修
正 

確
定 

予
定 

中
間 

(   ) 
  ・ ・ ・ ・   ・ ・ ・ ・   ・ ・ ・ ・ 

法
人
道
府
県
民
税 

法 人 税 割 額 01 
百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

  

法
人
道
府
県
民
税 

法 人 税 割 額 0 1 
百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

  

法
人
道
府
県
民
税 

法 人 税 割 額 01 
百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円   

均 等 割 額 02                       均 等 割 額 0 2                       均 等 割 額 02                       

延 滞 金 03                       延 滞 金 0 3                       延 滞 金 03                       

計 04                       計 0 4                       計 04                       

法

人

事

業

税

・

特

別

法

人

事

業

税 

所 得 割 額 05                       

法

人

事

業

税

・

特

別

法

人

事

業

税 

所 得 割 額 0 5                       

法

人

事

業

税

・

特

別

法

人

事

業

税 

所 得 割 額 05                       

付 加 価 値 割 額 06                       付 加 価 値 割 額 0 6                       付 加 価 値 割 額 06                       

資 本 割 額 07                       資 本 割 額 0 7                       資 本 割 額 07                       

収 入 割 額 08                       収 入 割 額 0 8                       収 入 割 額 08                       

特別法人事業税額 09                       特別法人事業税額 0 9                       特別法人事業税額 09                       

計 
(05～09) 

10                       
計 

(05～09) 
1 0                       

計 
(05～09) 

10                       

延 滞 金 11                       延 滞 金 1 1                       延 滞 金 11                       

過少申告加算金 12                       過少申告加算金 1 2                       過少申告加算金 12                       

不 申 告 加 算 金 13                       不 申 告 加 算 金 1 3                       不 申 告 加 算 金 13                       

重 加 算 金 14                       重 加 算 金 1 4                       重 加 算 金 14                       

計 

(10～14) 
15                       

計 

(10～14) 
1 5                       

計 

(10～14) 
15                       

合 計 額 16                         合 計 額 1 6                         合 計 額 16                         

納 期 限 年  月  日   領

収

日

付

印 

  

  

納 期 限 年  月  日   領

収

日

付

印 

  

  

納 期 限 年  月  日   領

収

日

付

印 

    

課 税 事 務 所   課 税 事 務 所   課 税 事 務 所   

指 定 金 融

機 関 名 

(取りまとめ店) 

  日 計 
口 上記のとおり領収しました。(納税者保管) 

 

 

◎この納付書は、3枚1組の複写式となっていま

すので、切り離さずに提出してください。 

円 

取りまとめ局   上記のとおり納付します。 
 金融機関

又は郵便局保管 

上記のとおり通知します。(都道府県保管) 

備 考 1．各片は、1辺をのり付けその他の方法により接続するものとすること。 

    2．各片に共通する事項(あらかじめ印刷されている事項を除く。)は、複写により記入するものとすること。 

第
十
二
号
の
二
の
二
様
式
（
用
紙
縦
百
七
十
八
ミ
リ
メ
ー

ト
ル
横
八
十
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
（
第
三
十
八
条
関
係
）

第十二号の二の二様式(用紙縦百七十八ミリメートル横八十五ミリメートル)(第三十八条関係) 

都道府県コード 法人 
道 府 県 民 税 
事 業 税 

領収済通知書 公 eL 

(

第
三
片) 

都道府県コード 法人 
道 府 県 民 税 
事 業 税 

納 付 書 公 

(

第
二
片) 

都道府県コード 法人 
道 府 県 民 税 
事 業 税 

領 収 証 書 公 

(

第
一
片)       

特 別 法 人 事 業 税   特 別 法 人 事 業 税   特 別 法 人 事 業 税   

  口 座 番 号 加 入 者   口 座 番 号 加 入 者   口 座 番 号 加 入 者 

  
都道

府県 
      

都道

府県 
      

都道

府県 
    

      所在地及び法人名 所在地及び法人名 
第三片の当該箇所
に e L - Q Rが印字
されているため、
この箇所は使用し
ないこと。 

  
所在地及び法人名 

第三片の当該箇所
に e L - Q Rが印字
されているため、
この箇所は使用し
ないこと。 

  

eL番号：                           eL-QR eL番号： eL番号： 

年 度 ※ 処 理 事 項 管 理 番 号 年 度 ※ 処 理 事 項 管 理 番 号 年 度 ※ 処 理 事 項 管 理 番 号 

  
  

    
    

  
    

事 業 年 度 又 は 連 結 事 業 年 度 申 告 区 分 事 業 年 度 又 は 連 結 事 業 年 度 申 告 区 分 事 業 年 度 又 は 連 結 事 業 年 度 申 告 区 分 

  か
ら 

  ま
で 

そ
の
他 

 決
定 

更
正 

修
正 

確
定 

予
定 

中
間 

 
  か

ら 

  ま
で 

そ
の
他 

 決
定 

更
正 

修
正 

確
定 

予
定 

中
間 

 
  か

ら 

  ま
で 

そ
の
他 

 決
定 

更
正 

修
正 

確
定 

予
定 

中
間 

 
  ・ ・ ・ ・   ・ ・ ・ ・   ・ ・ ・ ・ 

法
人
道
府
県
民
税 

法 人 税 割 額 01 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

  

法
人
道
府
県
民
税 

法 人 税 割 額 0 1 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

  

法
人
道
府
県
民
税 

法 人 税 割 額 01 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円   

均 等 割 額 02                       均 等 割 額 0 2                       均 等 割 額 02                       

延 滞 金 03                       延 滞 金 0 3                       延 滞 金 03                       

計 04                       計 0 4                       計 04                       

法

人

事

業

税

・

特

別

法

人

事

業

税 

所 得 割 額 05                       

法

人

事

業

税

・

特

別

法

人

事

業

税 

所 得 割 額 0 5                       

法

人

事

業

税

・

特

別

法

人

事

業

税 

所 得 割 額 05                       

付 加 価 値 割 額 06                       付 加 価 値 割 額 0 6                       付 加 価 値 割 額 06                       

資 本 割 額 07                       資 本 割 額 0 7                       資 本 割 額 07                       

収 入 割 額 08                       収 入 割 額 0 8                       収 入 割 額 08                       

特別法人事業税額 09                       特別法人事業税額 0 9                       特別法人事業税額 09                       

計 
(05～09) 

10                       
計 

(05～09) 
1 0                       

計 
(05～09) 

10                       

延 滞 金 11                       延 滞 金 1 1                       延 滞 金 11                       

過少申告加算金 12                       過少申告加算金 1 2                       過少申告加算金 12                       

不 申 告 加 算 金 13                       不 申 告 加 算 金 1 3                       不 申 告 加 算 金 13                       

重 加 算 金 14                       重 加 算 金 1 4                       重 加 算 金 14                       

計 

(10～14) 
15                       

計 

(10～14) 
1 5                       

計 

(10～14) 
15                       

合 計 額 16                         合 計 額 1 6                         合 計 額 16                         

納 期 限 年  月  日   
領

収

日

付

印 

  

  

納 期 限 年  月  日   
領

収

日

付

印 

  

  

納 期 限 年  月  日   
領

収

日

付

印 

    

課 税 事 務 所   課 税 事 務 所   課 税 事 務 所   

指 定 金 融

機 関 名 

(取りまとめ店) 

  日 計 
口 

上記のとおり領収しました。(納税者保管) 

 

 

◎この納付書は、3枚1組の複写式となってい

ますので、切り離さずに提出してください。 

円 

取りまとめ局   上記のとおり納付します。 
 金融機関

又は郵便局保管 

上記のとおり通知します。(都道府県保管) 

備考  1． 各片は、1辺をのり付けその他の方法により接続するものとすること。 

    2． 各辺に共通する事項(あらかじめ印刷されている事項を除く。)は、複写により記入するものとすること。 

    3． eL-QRは、第三片に記載されえいる「eL-QR」の上部に印字すること。 
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第
十
二
号
の
三
様
式
（
第
三
条
の
七
関
係
）

第十二号の三様式(第三条の七関係) 

道府県民税利子割納入申告書 

知事殿 義

務

者 

特

別

徴

収 

県・営   

  
所在地及び名称 
 
 
 
(所属) 

(電話) 

令和   年   月分         
  
  

令和   年   月   日提出             ・   

特 別 徴 収 義 務 者 番 号 業
所
等 

取
扱
営   

法人番号 
  

                                            

処理

事項 
  

口座番号 加入者名 

    

支 払 金 額 01 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

特 別 徴 収 税 額 02                     

( 延 滞 金 ) 03                     

納 入 金 額 合 計 04                     

課 税 事 務 所   

受

付

印 

  

( 取 り ま と め 店 )   

( 取 り ま と め 局 ) 都道府県   局(〒   ) 

 上記のとおり利子割の納入について

申告します。 

  
(都道府県保管) 

備考 

 1 この納入申告書には、第12号の4様式、第12号の4の2様式又は第12号の4の3様式の計算書及

び都道府県内の営業所等分を一括納入する場合には、第12号の5様式の営業所等別明細書を添付

すること。 

 2 この納入申告書の記載の要領は、次によること。 

  (1) 「令和   年   月分」欄には、利子等の支払をした年月を記載すること。 

  (2) 「特別徴収義務者番号」欄には、都道府県知事が指定した番号を記載すること。 

  (3) 「特別徴収義務者・取扱営業所等」欄には、特別徴収事務を実際に行う営業所等(本社、

本店を含む。)の所在地及び名称等を記載すること。 

  (4) 「特別徴収義務者・取扱営業所等」欄中の「法人番号」欄には、特別徴収義務者の法人番

号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項

に規定する法人番号をいう。)を記載すること。 

  (5) 「県・営」欄は、都道府県内の営業所等分を一括納入する場合は「県」を、営業所等毎に

納入する場合は、「営」を○で囲むこと。 

  (6) 「処理事項」欄は、都道府県の使用欄であるため記載しないこと。 

  (7) 「支払金額」欄には、利子割が課される利子等の支払金額を記載すること。 

  (8) 「特別徴収税額」欄には、支払金額について特別徴収して納入すべき税額を記載すること。 

  (9) 「納入金額合計」欄には、特別徴収税額と延滞金の合計額を記載すること。 

第
十
二
号
の
四
様
式
（
第
三
条
の
七
関
係
）

第十二号の四様式(第三条の七関係) 

公社債利子等の道府県民税 

利子割特別徴収税額計算書 

種

類 

      

公社債投資信託のうち公募公社

債投資信託以外の収益の分配 
    01 特定公社債以外の公社債の利子     06 

    
  

    02 銀行預金利子     07 郵便貯金利子 

      
銀行以外の金融機関の預貯金利

子 
    03     08 国外一般公社債等の利子等 

      
  財形貯蓄契約に係る生命保険等

の差益 
    04 勤務先預金等の利子     09 

    
  

    05 合同運用信託の収益の分配 
  

  

区 分 支 払 額 税 額 

課 税 11 
十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

非
課
税 

非 居 住 者 12                       

そ の 他 13                       

計 14                                         

摘

要 

  

 

第
十
二
号
の
四
の
二
様
式
（
第
三
条
の
七
関
係
）

第十二号の四の二様式(第三条の七関係) 

私募公社債等運用投資信託等の収益の分配等の道府県民税 

利子割特別徴収税額計算書 

種

類 

  

    
1
0 

私募公社債等運用投資信託の収益の分配 

  

    
1
1 

特定目的信託の社債的受益証券の収益の分配で公募以外のもの 

  

    
1
2 

国外私募公社債等運用投資信託等の収益の分配 

  

区 分 支 払 額 税 額 

課 税 11 
十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

非
課
税 

非 居 住 者 12                       

そ の 他 13                       

計 14                                         

摘

要 

  

 

第
十
二
号
の
四
の
三
様
式
（
第
三
条
の
七
関
係
）

第十二号の四の三様式(第三条の七関係) 

懸賞金付預貯金等の懸賞金等等の道府県民税 

利子割特別徴収税額計算書 

種

類 

 懸賞金付預貯金等の懸賞金等、定期積金、掛金の給付補てん金、抵当証券の利息、貴金

属等の売戻し条件付売買の利益、外貨建預貯金等の為替差益、一時払養老保険、一時払

損害保険等の差益 

区 分 支 払 額 税 額 

課

税 

13 懸賞金付預貯金等 11 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 21 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

14 定 期 積 金 12                     22                   

15 掛 金 13                     23                   

16 抵 当 証 券 14                     24                   

17 貴 金 属 等 売 買 15                     25                   

18 外貨建預貯金等 16                     26                   

19 一 時 払 保 険 等 17                     27                   

非
課
税 

非 居 住 者 18                       

そ の 他 19                       

計 20                     28                   

摘

要 

  

備考 

 1 この計算書は、「種類」の欄の種類の異なるごとに各別に作成し、提出すること。 

 2 「非課税」の欄の「その他」の欄の「支払額」の項には、利子割が課されない次のものにつ

いて記載すること。 

  (1) 所得税法第10条第1項に規定する障害者等の少額預金の利子等及び租税特別措置法第4

条第1項に規定する障害者等の少額公債の利子 

  (2) 租税特別措置法第4条の2第1項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄の利子等及び同法第

4条の3第1項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄の利子等 

  (3) 所得税法等の規定により非課税とされる当座預金の利子、こども銀行の預貯金の利子等、

オープン型の証券投資信託の収益の分配のうち一定のもの、公益信託の信託財産につき生

ずる利子、納税準備預金の利子及び納税貯蓄組合預金の利子 
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第
十
二
号
の
五
様
式
（
第
三
条
の
七
関
係
）

第十二号の五様式(第三条の七関係) 

道府県民税利子割特別徴収税額営業所等別明細書 

 

知事殿  
特別徴収義務者番号 特別徴収義務者・取扱営業所等 

  
所在地及び名称 
 
 
 
 

(電話) 

                  
  種 類 

令和 
  

年 
  

月分 
          

  

処理事項   
法人番号                               

営業所等名 納入金額 営業所等名 納入金額 営業所等名 納入金額 

  円   円   円 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

取りまとめ店   取りまとめ店 
都道府県 局 
(〒    ) 

合 計   

備考 

(1) 「特別徴収義務者・取扱営業所等」の欄中の「法人番号」の欄には、特別徴収義務者の法人番号(行政手続に

おける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号をいう。)を記載

すること。 

(2) この明細書の「種類」の欄には、第12号の4様式、第12号の4の2様式又は第12号の4の3様式の種類を記載する

こと。 

第
十
二
号
の
六
様
式
（
第
三
条
の
七
関
係
）

第十二号の六様式(第三条の七関係) 

道府県民税利子割納入済通知書 公 

都道府県 義

務

者 

特

別

徴

収 

県・営   

(

第
一
片) 

  
所在地及び名称 

 

 

(所属) 

 

(電話) 

令和   年   月分 
        

  
  

令和   年   月   日提出 ・ 
            業

所

等 

取

扱

営 

  
特 別 徴 収 義 務 者 番 号 

  法人番号   
                                            

処理

事項 
  

口座番号 加入者名 

    

支 払 金 額 01 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

納
入
金
額 

税 額 02                     

延 滞 金 03                     

合 計 04                       

課 税 事 務 所   

領
収
日
付
印 

  

  

取 り ま と め 店   

取 り ま と め 局 都道府県   局(〒   )  

 上記のとおり通知します。 

 

(都道府県保管)  
 

道府県民税利子割納入書 公 

都道府県 義

務

者 

特

別

徴

収 

県・営   

(

第
二
片) 

  
所在地及び名称 

 

 

(所属) 

 

(電話) 

令和   年   月分 
        

  
  

令和   年   月   日提出 ・ 
            業

所

等 

取

扱

営 

  
特 別 徴 収 義 務 者 番 号 

  法人番号   
                                            

処理

事項 
  

口座番号 加入者名 

    

支 払 金 額 01 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

納
入
金
額 

税 額 02                     

延 滞 金 03                     

合 計 04                       

 上記のとおり納入します。 ※ 

日計 

口 

領
収
日
付
印 

  

  

円 

  

※印は郵便局において使用す

る欄です。 

 

(金融機関又は郵便局保管) 
 

道府県民税利子割領収証書 公 

都道府県 義

務

者 

特

別

徴

収 

県・営   

(

第
三
片) 

  
所在地及び名称 

 

 

(所属) 

殿  

(電話) 

令和   年   月分 
        

  
  

令和   年   月   日提出 ・ 
            業

所

等 

取

扱

営 

  
特 別 徴 収 義 務 者 番 号 

  法人番号   
                                            

処理

事項 
  

口座番号 加入者名 

    

支 払 金 額 01 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

納
入
金
額 

税 額 02                     

延 滞 金 03                     

合 計 04                       

 上記のとおり領収しました。 

 

 

 

(納入者保管) 

領
収
日
付
印 

  

  

備考 1．各片は、1辺をのり付けその他の方法により接続するものとすること。 

   2．各片に共通する事項(あらかじめ印刷されている事項を除く。)は、複写により記入するものとすること。 

   3．「領収日付印」欄は、縦30ミリメートル、横30ミリメートルとすること。 

第
十
二
号
の
六
の
二
様
式
（
第
三
十
八
条
関
係
）

第十二号の六の二様式(第三十八条関係) 

道府県民税利子割納入済通知書 公 eL 
 

都道府県 義

務

者 

特

別

徴

収 

県・営   

(

第
一
片) 

  
所在地及び名称 

 

(所属) 
 
(電話)                    eL-QR 

令和 
  

年   月分         
    

令和   年   月   日提出 ・ 
            業

所

等 

取

扱

営 

  
特 別 徴 収 義 務 者 番 号 

  法人番号   
                                            

処理

事項 
  

口座番号 加入者名 

    

支 払 金 額 01 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

納
入
金
額 

税 額 02                     

延 滞 金 03                     

合 計 04                       

課 税 事 務 所   

領
収
日
付
印 

  

  

取 り ま と め 店   

取 り ま と め 局 都道府県   局(〒   )  

 上記のとおり通知します。 

 

(都道府県保管)  

eL番号：                      

道府県民税利子割納入書 公 

 

都道府県 義

務

者 

特

別

徴

収 

県・営   

(

第
二
片) 

  
所在地及び名称 

 

(所属) 
 
(電話) 

令和 
  

年   月分         
    

令和   年   月   日提出 ・ 
            業

所

等 

取

扱

営 

  
特 別 徴 収 義 務 者 番 号 

  法人番号   
                                            

処理

事項 
  

口座番号 加入者名 

    

支 払 金 額 01 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

納
入
金
額 

税 額 02                     

延 滞 金 03                     

合 計 04                       

 上記のとおり納入します。 ※ 

日計 

口 

領
収
日
付
印 

  

  

円 

  

※印は郵便局において使用す

る欄です。 

 

(金融機関又は郵便局保管) 
eL番号：                      
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道府県民税利子割領収証書 公 
 

都道府県 義

務

者 

特

別

徴

収 

県・営   

(

第
三
片) 

  
所在地及び名称 

 

(所属) 
殿  

(電話) 

令和 
  

年   月分         
    

令和 
  

年 
  

月 
  

日提出 ・ 
            業

所

等 

取

扱

営 

  
特 別 徴 収 義 務 者 番 号 

  法人番号   
                                            

処理

事項 
  

口座番号 加入者名 

    

支 払 金 額 01 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

納
入
金
額 

税 額 02                     

延 滞 金 03                     

合 計 04                       

 上記のとおり領収しました。 

 

 

 

(納入者保管) 

領
収
日
付
印 

  

  

eL番号：                      

備考 1． 各片は、1辺をのり付けその他の方法により接続するものとすること。 

   2． 各片に共通する事項(あらかじめ印刷されている事項を除く。)は、複写により記入するものとする

こと。 

   3． 「領収日付印」欄は、縦30ミリメートル、横30ミリメートルとすること。 

   4． eL-QRは、第一片に記載されている「eL-QR」の上部に印字すること。 

第
十
二
号
の
七
様
式
（
第
三
条
の
十
関
係
）

第十二号の七様式(第三条の十関係) 

道府県民税配当割納入申告書 

知事殿 特

別

徴

収

義

務

者 

所在地及び名称 

 

 

 

 

 

(所属) 

(電話) 

令和 年 月分 

令和 年 月 日提出 

法 人 番 号 
  
                          

旧 法 人 番 号 
  
                          

処理

事項 
  

口座番号 加入者名 

    

支 払 金 額 01 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

税 額 02                     

(延 滞 金) 03                     

納 入 金 額 合 計 04                     

課 税 事 務 所   

受

付

印 

  

(取 り ま と め 店)   

(取 り ま と め 局) (〒     ) 

 上記のとおり配当割の納入について
申告します。 (都道府県保管) 

備考 
 この申告書の記載の要領は、次によること。 

 1 「令和 年 月分」欄には、配当等の支払をした年月を記載すること。 

 2 「法人番号」欄には、特別徴収義務者の法人番号(行政手続における特定の個人を識
別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号をいう。以下
同じ。)を記載すること。 

 3 「旧法人番号」欄には、前回納入申告時の法人番号と今回納入申告時の法人番号が異
なる場合に、前回納入申告時の法人番号を記載すること(同一の場合は空欄とするこ
と)。 

 4 「処理事項」欄は、都道府県の使用欄であるため記載しないこと。 
 5 「支払金額」欄には、配当割が課される配当等の支払金額を記載すること。 
 6 「税額」欄には、支払金額について特別徴収して納入すべき税額を記載すること。 
 7 「納入金額合計」欄には、税額と延滞金の合計額を記載すること。 
 8 「課税事務所」及び「(取りまとめ店)」欄には、納入先都道府県が指定する事項を記

載すること。 
 9 「口座番号」、「加入者名」及び「(取りまとめ局)」欄には、郵便局で納入する場合

に、納入先都道府県が指定する事項を記載すること。 

第
十
二
号
の
八
様
式

第十二号の八様式 

道府県民税配当割特別徴収税額計算書 

種

類 

  

    
5
1 

上場株式等の配当等 

    
  

投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募により行われたものの収益

の分配 
    

5
2 

  
    

    
5
3 

特定投資法人の投資口の配当等 

  

    
5
4 

特定目的信託の社債的受益権の剰余金の配当のうち公募のもの 

  

    
5
5 

特定公社債の利子・特定口座外の割引債の償還金 

  

区 分 支 払 金 額 税 額 

課 税 11 
十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

非 課 税 等 12 
                      

計 13                                         

摘

要 

  

備考 

  「非課税等」の欄の「支払金額」の項には、配当割が課されないもの又はこれを免除さ

れているもの及び上場株式等の配当等の支払の取扱者への支払分について記載すること。 

第
十
二
号
の
九
様
式
（
第
三
条
の
十
関
係
）

第十二号の九様式(第三条の十関係) 

道府県民税配当割納入済通知書 公 

(都道府県名) 特

別

徴

収

義

務

者 

所在地及び名称 

 

 

 

 

 

 

 

 

(所属) 

(電話) 

(

第
一
片) 

  

令和   年   月分         
    

令和   年   月   日提出             
  

法 人 番 号 
  
                          

旧 法 人 番 号 
  
                          

処理

事項 
  

口座番号 加入者名 

    

支 払 金 額 01 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

納
入
金
額 

税 額 02                     

延 滞 金 03                     

合 計 04                       

課 税 事 務 所   
領
収
日
付
印 

  

  

取 り ま と め 店   

取 り ま と め 局 (〒     ) 

 上記のとおり通知します。 

(都道府県保管) 

 

道府県民税配当割納入書 公 

(都道府県名) 特

別

徴

収

義

務

者 

所在地及び名称 

 

 

 

 

 

 

 

 

(所属) 

(電話) 

(

第
二
片) 

  

令和   年   月分         
    

令和   年   月   日提出             
  

法 人 番 号 
  
                          

旧 法 人 番 号 
  
                          

処理

事項 
  

口座番号 加入者名 

    

支 払 金 額 01 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

納
入
金
額 

税 額 02                     

延 滞 金 03                     

合 計 04                       

 上記のとおり納入します。 
※ 

日計 
口 

領
収
日
付
印 

  

  

円 

※印は郵便局において使用

する欄です。 

 

(金融機関又は郵便局保管) 
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道府県民税配当割領収証書 公 

(都道府県名) 特

別

徴

収

義

務

者 

所在地及び名称 

 

 

 

 

 

 

 

(所属) 

殿  

(電話) 

(

第
三
片) 

  

令和   年   月分         
    

令和   年   月   日提出             
  

法 人 番 号 
  
                          

旧 法 人 番 号 
  
                          

処理

事項 
  

口座番号 加入者名 

    

支 払 金 額 01 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

納
入
金
額 

税 額 02                     

延 滞 金 03                     

合 計 04                       

 上記のとおり領収しました。 

 

 

 

 

(納入者保管) 

領
収
日
付
印 

  

  

備考 1．各片は、1辺をのり付けその他の方法により接続するものとすること。 

   2．各片に共通する事項(あらかじめ印刷されている事項を除く。)は、複写により記入するものとすること。 

   3．「領収日付印」欄は、縦30ミリメートル、横30ミリメートルとすること。 

第
十
二
号
の
九
の
二
様
式
（
第
三
十
八
条
関
係
）

第十二号の九の二様式(第三十八条関係) 

道府県民税配当割納入済通知書 公 eL 

(都道府県名) 特

別

徴

収

義

務

者 

所在地及び名称 (

第
一
片) 

  

令和   年   月分             

令和   年   月   日提出               
法 人 番 号 

  
                          
旧 法 人 番 号 (所属) 

(電話) 
eL-QR     

                          

処理

事項 
  

口座番号 加入者名 

    

支 払 金 額 01 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

納
入
金
額 

税 額 02                     

延 滞 金 03                     

合 計 04                       

課 税 事 務 所   

領
収
日
付
印 

  

  

取 り ま と め 店   

取 り ま と め 局 (〒     ) 

  上記のとおり通知します。 

(都道府県保管) 

eL番号：                     

道府県民税配当割納入書 公 

(都道府県名) 特

別

徴

収

義

務

者 

所在地及び名称 

 

 

 

 

 

 

 

(所属) 

(電話) 

(

第
二
片) 

  

令和   年   月分             

令和   年   月   日提出             
  

法 人 番 号 
  
                          
旧 法 人 番 号 

  
                          

処理

事項 
  

口座番号 加入者名 

    

支 払 金 額 01 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

納
入
金
額 

税 額 02                     

延 滞 金 03                     

合 計 04                       

  上記のとおり納入します。 ※ 

日計 

口 

領
収
日
付
印 

  

  

円 

  

※印は郵便局において使用

する欄です。 

 

(金融機関又は郵便局保管) 
eL番号：                     

道府県民税配当割領収証書 公 

(都道府県名) 特

別

徴

収

義

務

者 

所在地及び名称 

 

 

 

 

 

 

(所属) 

殿  

(電話) 

(

第
三
片) 

  

令和   年   月分         
    

令和   年   月   日提出               
法 人 番 号 

  
                          
旧 法 人 番 号 

  
                          

処理

事項 
  

口座番号 加入者名 

    

支 払 金 額 01 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

納
入
金
額 

税 額 02                     

延 滞 金 03                     

合 計 04                       

  上記のとおり領収しました。 

 

 

 

 

(納入者保管) 

領
収
日
付
印 

  

  

eL番号：                     

備考 1． 各片は、1辺をのり付けその他の方法により接続するものとすること。 

   2． 各片に共通する事項(あらかじめ印刷されている事項を除く。)は、複写により記入する

ものとすること。 

   3． 「領収日付印」欄は、縦30ミリメートル、横30ミリメートルとすること。 

   4． eL-QRは、第一片に記載されている「eL-QR」の上部に印字すること。 

第
十
二
号
の
十
様
式
（
第
三
条
の
十
二
関
係
）

第十二号の十様式(第三条の十二関係) 

道府県民税株式等譲渡所得割納入申告書 

知事殿 
特

別

徴

収

義

務

者 

所在地及び名称 

 

 

 

 

 

 

 

(所属) 

(電話) 

    
令和   年分 中途   月分 

        
      
令和   年   月   日提出 

            
  法 人 番 号 

  
                          

旧 法 人 番 号 

  
                          

処理

事項 
  

口座番号 加入者名 

    

支 払 金 額 01 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

税 額 02                     

(延 滞 金) 03                     

納 入 金 額 合 計 04                     

課 税 事 務 所   
受

付

印 

  

(取 り ま と め 店 )   

(取 り ま と め 局 ) (〒    ) 

  上記のとおり株式等譲渡所得割の納入につい

て申告します。 (都道府県保管) 

備考 

 この申告書の記載の要領は、次によること。 
 1 この申告書は、「源泉徴収選択口座の場合」と「未成年者口座等において契約不履行等事由

が生じた場合」とで別に作成すること。 
 2 「令和   年分」欄には、株式等譲渡所得割が課される株式等譲渡所得金額の生じた年を

記載すること。ただし、地方税法施行令第9条の20第1項の規定の適用を受ける又は未成年者口
座等において契約不履行等事由が生じた場合には、「中途」を○で囲み、「   月分」欄に
は、同項各号に掲げる事実又は契約不履行等事由の生じた日の属する月を記載すること。 

 3 「法人番号」欄には、特別徴収義務者の法人番号(行政手続における特定の個人を識別する
ための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)を記載
すること。 

 4 「旧法人番号」欄には、前回納入申告時の法人番号と今回納入申告時の法人番号が異なる場
合に、前回納入申告時の法人番号を記載すること(同一の場合は空欄とすること)。 

 5 「処理事項」欄は、都道府県の使用欄であるため記載しないこと。 
 6 「支払金額」欄には、株式等譲渡所得割が課される株式等譲渡所得金額を記載すること。 
 7 「税額」欄には、支払金額について特別徴収して納入すべき税額から還付税額を控除して得

た金額を記載すること。 
 8 「納入金額合計」欄には、税額と延滞金の合計額を記載すること。 
 9 「課税事務所」及び「(取りまとめ店)」欄には、納入先都道府県が指定する事項を記載する

こと。 
 10 「口座番号」、「加入者名」及び「(取りまとめ局)」欄には、郵便局で納入する場合に、

納入先都道府県が指定する事項を記載すること。 
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第
十
二
号
の
十
一
様
式

第十二号の十一様式 

 道府県民税株式等譲渡所得割特別徴収税額計算書 

区 分 

支 払 金 額 税 額 
61 

特定株式等譲渡

所得金額 

 

課 税 (a) 11 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

還 付 税 額 (b) 12                     

非 課 税 等 (c) 13            

計    (a)－(b)＋(c) 14                     

摘

要 

 

備考 

 1 「還付税額」の欄の「税額」の項には、地方税法第71条の51第3項の規定により還付した税額を記載すること。また、同欄の「支払金額」

の項には、同還付した税額に対応する支払金額を記載すること。 

 2 「非課税等」の欄の「支払金額」の項には、株式等譲渡所得割が課されないもの又はこれを免除されているものについて記載すること。 

 3 「未成年者口座等において契約不履行等事由が生じた場合」にこの計算書を使用する場合には、「摘要」欄に「未成年者口座分」と記載

すること。 

第
十
二
号
の
十
二
様
式
（
第
三
条
の
十
二
関
係
）

第十二号の十二様式(第三条の十二関係) 

道府県民税株式等譲渡所得割納入済通知書 公 

(都道府県名) 
特

別

徴

収

義

務

者 

所在地及び名称 

 

 

 

 

 

 
 
 

(所属) 

(電話) 

(

第
一
片) 

    
令和   年分 中途   月分 

        
      
令和   年   月   日提出 

            
  法 人 番 号 

  
                          

旧 法 人 番 号 

  
                          
処理事

項 
  

口座番号 加入者名 

    

支 払 金 額 01 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

納
入
金
額 

税 額 02                     

延 滞 金 03                     

合 計 04                     

課 税 事 務 所   
領
収
日
付
印 

  

取 り ま と め 店   

取 り ま と め 局 (〒    ) 

  上記のとおり通知します。 

(都道府県保管) 
 

道府県民税株式等譲渡所得割納入書 公 

(都道府県名) 
特

別

徴

収

義

務

者 

所在地及び名称 

 

 

 

 

 

 

 
 
(所属) 

(電話) 

(

第
二
片) 

    
令和   年分 中途   月分 

        
      
令和   年   月   日提出 

            
  法 人 番 号 

  
                          

旧 法 人 番 号 

  
                          

処理事

項 
  

口座番号 加入者名 

    

支 払 金 額 01 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

納
入
金
額 

税 額 02                     

延 滞 金 03                     

合 計 04                     

  上記のとおり納入します。 ※ 

日計 

口 

領
収
日
付
印 

  

円 

※印は郵便局において使用

する欄です。 

 

(金融機関又は郵便局保管) 
 

道府県民税株式等譲渡所得割領収証書 公 

(都道府県名) 
特

別

徴

収

義

務

者 

所在地及び名称 

 

 

 

 

 

 

 

(所属) 
殿  

(電話) 

(

第
三
片) 

    
令和   年分 中途   月分 

        
      
令和   年   月   日提出 

            
  法 人 番 号 

  
                          

旧 法 人 番 号 

  
                          
処理事

項 
  

口座番号 加入者名 

    

支 払 金 額 01 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

納
入
金
額 

税 額 02                     

延 滞 金 03                     

合 計 04                     

  上記のとおり領収しました。 

 

 

 

 

(納入者保管) 

領
収
日
付
印 

  

備考 1．各片は、1辺をのり付けその他の方法により接続するものとすること。 

   2．各片に共通する事項(あらかじめ印刷されている事項を除く。)は、複写により記入するものとする

こと。 

   3．「領収日付印」欄は、縦30ミリメートル、横30ミリメートルとすること。 

第
十
二
号
の
十
二
の
二
様
式
（
第
三
十
八
条
関
係
）

第十二号の十二の二様式(第三十八条関係) 

道府県民税株式等譲渡所得割納入済通知書 公 eL 

(都道府県名) 
特

別

徴

収

義

務

者 

所在地及び名称 (

第
一
片) 

    

令和   年分 中途   月分               

令和   年   月   日提出               
法 人 番 号 

  
                          
旧 法 人 番 号 (所属) 

(電話) 
eL-QR     

                          

処理

事項 
  

口座番号 加入者名 

    

支 払 金 額 01 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

納
入
金
額 

税 額 02                     

延 滞 金 03                     

合 計 04                       

課 税 事 務 所   

領
収
日
付
印 

  

  

取 り ま と め 店   

取 り ま と め 局 (〒     ) 

  上記のとおり通知します。 

(都道府県保管) 

eL番号：                   

道府県民税株式等譲渡所得割納入書 公 

(都道府県名) 特

別

徴

収

義

務

者 

所在地及び名称 

 

 

 

 

 

 

 

(所属) 

(電話) 

(

第
二
片) 

    

令和   年分 中途   月分               

令和   年   月   日提出               
法 人 番 号 

  
                          
旧 法 人 番 号 

  
                          

処理

事項 
  

口座番号 加入者名 

    

支 払 金 額 01 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

納
入
金
額 

税 額 02                     

延 滞 金 03                     

合 計 04                       

  上記のとおり納入します。 ※ 

日計 

口 

領
収
日
付
印 

  

  

円 

  

※印は郵便局において使用

する欄です。 

 

(金融機関又は郵便局保管) 
eL番号：                   

282



道府県民税株式等譲渡所得割領収証書 公 

(都道府県名) 特

別

徴

収

義

務

者 

所在地及び名称 

 

 

 

 

 

 

(所属) 

殿  

(電話) 

(

第
三
片) 

    

令和   年分 中途   月分               

令和   年   月   日提出               
法 人 番 号 

  
                          
旧 法 人 番 号 

  
                          

処理事

項 
  

口座番号 加入者名 

    

支 払 金 額 01 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

納
入
金
額 

税 額 02                     

延 滞 金 03                     

合 計 04                       

  上記のとおり領収しました。 

 

 

 

 

(納入者保管) 

領
収
日
付
印 

  

  

eL番号：                   

備考 1． 各片は、1辺をのり付けその他の方法により接続するものとすること。 

   2． 各片に共通する事項(あらかじめ印刷されている事項を除く。)は、複写により記入する

ものとすること。 

   3． 「領収日付印」欄は、縦30ミリメートル、横30ミリメートルとすること。 

   4． eL-QRは、第一片に記載されている「eL-QR」の上部に印字すること。 

第
十
二
号
の
十
三
様
式
（
附
則
第
十
八
条
関
係
）

第十二号の十三様式(附則第十八条関係) 

  源泉徴収選択口座内配当等に係る道府県民税配当割納入申告書   
 

知事殿 
特

別

徴

収

義

務

者 

所在地及び名称 

 

 

 

 

 

 

(所属) 

(電話) 

令和 年分 中途 月分 

令和 年 月 日提出 

法 人 番 号 
  
                          

旧 法 人 番 号 
  
                          

処理

事項 
  

口座番号 加入者名 

    

支 払 金 額 0 1 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

税 額 0 2                     

(延 滞 金) 0 3                     

納 入 金 額 合 計 0 4                     

課 税 事 務 所   

受

付

印 

  

(取 り ま と め 店)   

(取 り ま と め 局) (〒     ) 

 上記のとおり源泉徴収選択口座内配当等に係る配当割の納入
について申告します。           (都道府県保管) 

備考 
この申告書の記載の要領は、次によること。 

1 「令和 年分」の欄には、配当割が課される源泉徴収選択口座内配当等の支払をした

年を記載すること。ただし、地方税法施行令附則第18条の4の2第2項において準用する同

令第9条の20第1項の規定の適用を受ける場合には、「中途」を○で囲み、「 月分」

の欄には、同項各号に掲げる事実の生じた日の属する月を記載すること。 
2 「法人番号」の欄には、特別徴収義務者の法人番号(行政手続における特定の個人を識
別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号をいう。以下同
じ。)を記載すること。 

3 「旧法人番号」の欄には、前回納入申告時の法人番号と今回納入申告時の法人番号が異
なる場合に、前回納入申告時の法人番号を記載すること(同一の場合は空欄とすること)。 

4 「処理事項」の欄は、都道府県の使用欄であるため記載しないこと。 
5 「支払金額」の欄には、配当割が課される源泉徴収選択口座内配当等の支払金額を記載
すること。 

6 「税額」の欄には、源泉徴収選択口座内配当等の交付時に既に特別徴収した配当割の額
から還付税額を控除して得た金額を記載すること。 

7 「納入金額合計」の欄には、税額と延滞金の合計額を記載すること。 
8 「課税事務所」及び「(取りまとめ店)」の欄には、納入先都道府県が指定する事項を記
載すること。 

9 「口座番号」、「加入者名」及び「(取りまとめ局)」の欄には、郵便局で納入する場合
に、納入先都道府県が指定する事項を記載すること。 

第
十
二
号
の
十
四
様
式

第十二号の十四様式 

源泉徴収選択口座内配当等に係る道府県民税配当割特別徴収税額計算書 

 

区 分 支 払 金 額 税 額 

56 源泉徴収選択口座内配当等 

  

課 税 (a) 11 
十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

還 付 税 額 (b) 12                                         

非 課 税 等 (c) 13                       

計 (a)－ (b)＋ (c) 14                                         

摘
要 

  

 

 

備考 

  1 「課税」の欄の「税額」の項には、源泉徴収選択口座内配当等の交付時に既に特別徴収した配当割の額を記載すること。

また、同欄の「支払金額」の項には、その特別徴収した配当割の額に対応する支払金額を記載すること。 

  2 「還付税額」の欄の「税額」の項には、地方税法附則第35条の2の5第4項の規定により還付した税額を記載すること。また、

同欄の「支払金額」の項には、その還付した税額に対応する支払金額を記載すること。 

  3 「非課税等」の欄の「支払金額」の項には、配当割が課されないもの又はこれを免除されているものについて記載するこ

と。 

第
十
二
号
の
十
五
様
式
（
附
則
第
十
八
条
関
係
）

第十二号の十五様式(附則第十八条関係) 

  源泉徴収選択口座内配当等に係る道府県民税配当割納入済通知書   

                                    公 

(都道府県名) 特

別

徴

収

義

務

者 

所在地及び名称 

 

 

 

 

(所属) 

(電話) 

(

第
一
片) 

令和 年分 中途 月分 

令和 年 月 日提出 

法 人 番 号 
  

                          
旧 法 人 番 号 

  
                          

処理
事項 

  
口座番号 加入者名 

    

支 払 金 額 0 1 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

納
入
金
額 

税 額 0 2                     

延 滞 金 0 3                     

合 計 0 4                     

課 税 事 務 所   
領
収
日
付
印 

  
(取 り ま と め 店)   

(取 り ま と め 局) (〒     ) 

  上記のとおり通知します。 
(都道府県保管) 

 
  源泉徴収選択口座内配当等に係る道府県民税配当割納入書   

                                    公 

(都道府県名) 特

別

徴

収

義

務

者 

所在地及び名称 

 

 

 

 

(所属) 

(電話) 

(

第
二
片) 

令和 年分 中途 月分 

令和 年 月 日提出 

法 人 番 号 
  

                          
旧 法 人 番 号 

  
                          

処理
事項 

  
口座番号 加入者名 

    

支 払 金 額 0 1 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

納
入
金
額 

税 額 0 2                     

延 滞 金 0 3                     

合 計 0 4                     

  上記のとおり納入します。 ※ 

日計 

口 

領
収
日
付
印 

  

円 

※印は郵便局において使
用する欄です。 

(金融機関又は郵便局保管) 
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  源泉徴収選択口座内配当等に係る道府県民税配当割領収証書   

                                    公 

(都道府県名) 特

別

徴

収

義

務

者 

所在地及び名称 

 

 

(

第
三
片) 

令和 年分 中途 月分 

令和 年 月 日提出 

法 人 番 号 

(所属) 

(電話) 
殿  

  
                          

旧 法 人 番 号 
  
                          

処理
事項 

  
口座番号 加入者名 

    

支 払 金 額 0 1 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

納
入
金
額 

税 額 0 2                       

延 滞 金 0 3                     

合 計 0 4                     

  上記のとおり領収しました。 

 

 

 

(納入者保管) 

領
収
日
付
印 

  

備考 1 各片は、1辺をのり付けその他の方法により接続するものとすること。 

   2 各片に共通する事項(あらかじめ印刷されている事項を除く。)は、複写により記入す

るものとすること。 

   3 「領収日付印」欄は、縦30ミリメートル、横30ミリメートルとすること。 

第
十
二
号
の
十
五
の
二
様
式
（
第
三
十
八
条
関
係
）

第十二号の十五の二様式(第三十八条関係) 

源泉徴収選択口座内配当等に係る道府県民税配当割納入済通知書 
eL 公   

(都道府県名) 特

別

徴

収

義

務

者 

所在地及び名称 (

第
一
片) 

    

令和   年分 中途   月分         
      

令和   年   月   日提出             
  

法 人 番 号 
  
                          
旧 法 人 番 号 (所属) 

(電話) eL-QR   
  
                          

処理

事項 
  

口座番号 加入者名 

    

支 払 金 額 01 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

納
入
金
額 

税 額 02                     

延 滞 金 03                     

合 計 04                       

課 税 事 務 所   
領
収
日
付
印 

  

  

( 取 り ま と め 店 )   

( 取 り ま と め 局 ) (〒     ) 

  上記のとおり通知します。 

(都道府県保管) 

eL番号：                   
 
 源泉徴収選択口座内配当等に係る道府県民税配当割納入書  

公   

(都道府県名) 特

別

徴

収

義

務

者 

所在地及び名称 

 

 

 

 

 

 

(所属) 

(電話) 

(

第
二
片) 

    

令和   年分 中途   月分               

令和   年   月   日提出               
法 人 番 号 

  
                          
旧 法 人 番 号 

  
                          

処理

事項 
  

口座番号 加入者名 

    

支 払 金 額 01 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

納
入
金
額 

税 額 02                     

延 滞 金 03                     

合 計 04                       

  上記のとおり納入します。 ※ 

日計 

口  

領
収
日
付
印 

  

  

円  

  

※印は郵便局において使用
する欄です。 
 
(金融機関又は郵便局保管) 

eL番号：                   

 源泉徴収選択口座内配当等に係る道府県民税配当割領収証書  

公   

(都道府県名) 特

別

徴

収

義

務

者 

所在地及び名称 

 

 

 

 

 

 
(所属) 

殿  
(電話) 

(

第
三
片) 

    

令和   年分 中途   月分               

令和   年   月   日提出               
法 人 番 号 

  
                          
旧 法 人 番 号 

  
                          

処理

事項 
  

口座番号 加入者名 

    

支 払 金 額 01 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

納
入
金
額 

税 額 02                     

延 滞 金 03                     

合 計 04                       

  上記のとおり領収しました。 

 

 

 

 

(納入者保管) 

領
収
日
付
印 

  

  

eL番号：                   

備考 1 各片は、1辺をのり付けその他の方法により接続するものとすること。 

   2 各片に共通する事項(あらかじめ印刷されている事項を除く。)は、複写により記入する

ものとすること。 

   3 「領収日付印」欄は、縦30ミリメートル、横30ミリメートルとすること。 

   4 eL-QRは、第一片に記載されている「eL-QR」の上部に印字すること。 

第
十
三
号
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
四
条

の
四
関
係
）

第十三号様式(用紙日本産業規格A4)(第四条の四関係) 

  
災害等に係る申告書の提出期限の延長の承認申請書 整理番号   

  受付印 
    

※

処

理

事

項 

発 信 年 月 日 
      

令和  年  月  日  

 

 

 

 

知事殿  

通信日付印 確 認 

          

所 在 地 及 び 電 話 番 号 
 

(電話              ) 

(ふ り が な) 

法 人 名 及 び 法 人 番 号 
  

(法人番号) 

                          
                          

(ふ り が な) 

代 表 者 氏 名 
  

経 理 責 任 者 氏 名   

資本金の額又は出資金の額 円 

  令和  年  月  日から 

  令和  年  月  日まで 
の事業年度分の事業税及び特別法人事業税の確定申告書の提出期限を下記の日ま 

 で延長したいので申請します。 

 

 1 確定申告書の提出期限の延長の指定を受けようとする日 

   令和   年   月   日 

 2 確定申告書の提出期限までに決算が確定しない理由又は損益通算等による法人税の所得の金額若しくは欠損金額

及び法人税の額の計算を了することができない理由並びに指定を受けようとする日までその提出期限の延長を必要

とする理由 

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

通算親法人の
本 店 所 在 地
及び電話番号 

 

(電話       ) 法人税に係る
申告期限の
延長申請書 
 
法 人 税 法 
第75条第1項 

提出の有無 

有 ・ 無 

(ふ り が な) 

通算親法人の名称

及び法人番号 

  

(法人番号) 指定を受けようとする期日 

・   ・                           
                          

関 与 税 理 士

署 名 (電話      ) 

申請書提出年月日 

・   ・ 
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第13号様式記載要領 

 1 この申請書は、法第72条の25第2項(法第72条の25第6項、第72条の28第2項及び第72

条の29第2項において準用する場合を含む。5において同じ。)又は第4項(法第72条の25

第7項、第72条の28第2項及び第72条の29第2項において準用する場合を含む。5及び6に

おいて同じ。)の規定(特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第8条の規

定により法人の事業税の賦課徴収の例によることとされる場合を含む。)により確定申

告書(法第72条の25第1項、第72条の28第1項又は第72条の29第1項の規定による申告書

をいう。以下この記載要領において同じ。)の提出期限の延長を申請する場合に使用す

ること。 

 2 この申請書は、法第72条の25第2項又は第4項(これらの規定を法第72条の28第2項及

び第72条の29第2項において準用する場合を含む。)の規定により確定申告書の提出期限

の延長を受けようとする場合には事業年度終了の日から45日以内に、法第72条の25第6

項又は第7項(これらの規定を法第72条の28第2項及び第72条の29第2項において準用す

る場合を含む。)の規定により確定申告書の提出期限の延長を受けようとする場合には

確定申告書の提出期限の到来する日の15日前までに、事務所又は事業所所在地の道府

県知事に2通を提出すること。ただし、2以上の道府県に事務所又は事業所を有する法

人にあっては、主たる事務所又は事業所(外国法人にあっては、法の施行地において行

う事業の経営の責任者が主として執務する恒久的施設)所在地の道府県知事に提出する

こと。 

 3 「法人番号」欄には、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号をいう。)を記載すること。 

 4 「確定申告書の提出期限の延長の指定を受けようとする日」の欄は、確定申告書を

提出することができると認められる日を記載すること。 

 5 「確定申告書の提出期限までに決算が確定しない理由又は損益通算等による法人税

の所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額の計算を了することができない理由並

びに指定を受けようとする日までその提出期限の延長を必要とする理由」の欄は、法

第72条の25第2項の規定により確定申告書の提出期限の延長を申請する場合には決算

が確定しない理由となっている災害その他やむを得ない理由及び指定を受けようとす

る日まで確定申告書を提出することができない事情等を、同条第4項の規定により確定

申告書の提出期限の延長を申請する場合には当該法人との間に通算完全支配関係(法

人税法第2条第12号の7の7に規定する通算完全支配関係をいう。)がある通算法人(法人

税法第2条第12号の7の2に規定する通算法人をいう。以下この記載要領において同じ。)

の決算が確定しない理由となっている災害その他やむを得ない理由及び指定を受けよ

うとする日まで確定申告書を提出することができない事情等又は法人税法第2編第1章

第1節第11款第1目の規定その他通算法人に適用される規定による法人税の所得の金額

若しくは欠損金額(同法第2条第19号に規定する欠損金額をいう。)及び法人税の額の計

算を了することができない理由となっている災害その他やむを得ない理由並びに指定

を受けようとする日まで確定申告書を提出することができない事情等を記載すること。 

 6 「通算親法人の本店所在地及び電話番号」及び「通算親法人の名称及び法人番号」

の各欄は、法第72条の25第4項の規定により確定申告書の提出期限の延長を申請する法

人(法人税法第2条第12号の7に規定する通算子法人に限る。)が記載すること。 
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条
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第十三号の二様式(用紙日本産業規格A4)(第三条・第四条の四関係) 

  
申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認等の申請書 整理番号   

  受付印 
  

令和  年  月  日  

 

 

 

 

知事殿  

※

処

理

事

項 

発 信 年 月 日 
      

  

通信日付印 確 認 

          

所 在 地 及 び 電 話 番 号 
 

(電話            ) 

( ふ り が な ) 

法 人 名 及 び 法 人 番 号 
  

(法人番号) 

                          
                          

( ふ り が な ) 

代 表 者 氏 名 
  

経 理 責 任 者 氏 名   

資 本 金 の 額 又 は

出 資 金 の 額 
円 

 

法人税に係る申告書の提出期限の延長の処分等の届出(道府県民税関係) 

  令和  年  月  日から 

  令和  年  月  日まで 
の事業年度の所得に対する法人税の確定申告書から提出期限の延長について 

   □ 下記のとおり延長の処分があった 

   □ 下記のとおり指定があった 

   □ 下記のとおり指定に係る月数が変更された 

   □ 指定が取り消された 

   □ 下記のとおり延長又は指定があったものとみなされた 

ので届け出ます。 

記 

  確定申告書の提出期限の延長期間              (   )月間 

  指定を受けた月数                     (   )月間 

  変更後の指定に係る月数                  (   )月間 
 

事業税等に係る申告書の提出期限の延長の承認等の申請 

  令和  年  月  日から 

  令和  年  月  日まで 
の事業年度分の事業税及び特別法人事業税の確定申告書から提出期限の延長をし、又は指定、指定の 

 取消し若しくは指定に係る月数の変更を受けたいので申請します。 

 1 確定申告書の提出期限の延長期間 

  (1) 確定申告書の提出期限が延長されていない法人 

   □ 確定申告書の提出期限の延長をしたい場合(次に掲げる場合を除く。) 1月間(通算法人は2月間) 

   □ 確定申告書の提出期限の延長及び指定を受けたい場合     (   )月間 

  (2) 確定申告書の提出期限が1月間(通算法人は2月間)延長されている法人 

   □ 指定を受けたい場合                  (   )月間 

  (3) 指定を受けている法人 

   □ 指定の取消しを受け、確定申告書の提出期限の延長期間を1月間(通算法人は2月間)としたい場合 

                            取消し前(   )月間 

   □ 指定に係る月数の変更を受けたい場合       変更前(   )月間 

                             変更後(   )月間 

 2 各事業年度終了の日から2月以内(指定を受けようとする場合

には、各事業年度終了の日から3月以内)に当該各事業年度の決算

についての定時総会が招集されない理由(通算法人にあっては、

各事業年度終了の日から2月以内(指定を受けようとする場合に

は、各事業年度終了の日から4月以内)に当該各事業年度(他の通

算法人の各事業年度を含む。)の決算についての定時総会が招集

されない理由又は通算法人が多数に上ることその他これに類す

る理由により損益通算等による法人税の所得の金額若しくは欠

損金額及び法人税の額の計算を了することができない理由) 

                             

                             

                             

                             

3 根拠条文 

 □ 法第72条の25第3項(注1)又は第5項(注2) 

 □ 法第72条の25第3項第1号(注1)又は第5項第1号(注2) 

 □ 法第72条の25第3項第2号(注1)又は第5項第2号(注2) 

 □ 政令第24条の4第1項(政令第24条の4の3第1項において準用す

る場合を含む。) 

 (注1) 法第72条の28第2項及び第72条の29第2項において準用する

場合を含む。 

 (注2) 法第72条の28第2項並びに第72条の29第2項及び第6項におい

て準用する場合を含む。 
 
4 添付書類等 

 □ 定款等の写し 

 □ その他(                 ) 

 

通 算 親 法 人 の

本 店 所 在 地 及 び 電 話 番 号 

 

(電話            ) 

( ふ り が な ) 

通算親法人の名称及び法人番号 
  

(法人番号) 
                          
                          

関 与 税 理 士 署 名 
(電話            ) 

◎「法人税に係る申告書の提出期限の延長の処分等の届出(道府県民税関係)」及び「事業税等に係る申告書の提出期限の延長の承認等の申

請」は、それぞれ届出又は申請の期限が異なるので留意してください。 

第13号の2様式記載要領 
 1 「法人税に係る申告書の提出期限の延長の処分等の届出」の欄は、次に掲げる場合に該当する法人が記載し、

それぞれ次に定める日までに、事務所又は事業所所在地の道府県知事(2以上の道府県に事務所又は事業所を有
する法人にあっては、主たる事務所又は事業所(外国法人にあっては、法の施行地において行う事業の経営の責
任者が主として執務する恒久的施設)所在地の道府県知事)に提出すること。 

  (1) 法人税法第75条の2第1項(同法第144条の8において準用する場合を含む。以下この記載要領において同
じ。)の規定により法人税の確定申告書の提出期限が延長された場合(同法第75条の2第8項(同法第144条の8
において準用する場合を含む。以下この記載要領において同じ。)において準用する同法第75条第5項又は同
法第75条の2第11項第2号の規定により当該提出期限の延長がされたものとみなされた場合を含む。以下(1)
において「提出期限の延長の処分」という。)又は同条第2項(同法第144条の8において準用する場合を含む。)
の規定による同法第75条の2第1項各号の指定、これらの指定の取消し若しくはこれらの指定に係る月数の変
更の処分(同条第8項において準用する同法第75条第5項の規定により当該提出期限の延長がされたものとみ
なされた場合又は同法第75条の2第11項第2号の規定によりこれらの指定、これらの指定の取消し若しくはこ
れらの指定に係る月数の変更がされたものとみなされた場合を含む。以下(1)において「指定等の処分」とい
う。)があった場合 当該提出期限の延長の処分又は当該指定等の処分があった日の属する事業年度終了の日
から22日以内(通算親法人(同法第2条第12号の6の7に規定する通算親法人をいう。以下この記載要領において
同じ。)及び通算親法人に対して提出期限の延長の処分又は指定等の処分があった場合における同法第75条の
2第11項第2号の他の通算法人にあっては、当該提出期限の延長の処分又は当該指定等の処分があった日から7
日以内) 

  (2) 法人税法第75条の2第5項(同法第144条の8において準用する場合を含む。)の規定により法人税の確定申告
書の提出期限の延長の処分についての変更の処分があった場合(同法第75条の2第11項第2号の規定により当
該申告書の提出期限の延長の処分についての変更の処分があったものとみなされた場合を含む。) 当該変更
の処分があった日の属する事業年度終了の日から22日以内 

 2 「法人番号」欄には、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2
条第15項に規定する法人番号をいう。)を記載すること。 

 3 「法人税に係る申告書の提出期限の延長の処分等の届出」の欄中五段書きとなっている箇所については、届出
の内容に応じていずれか該当する□にレ印を付すこと。 

 4 「事業税等に係る申告書の提出期限の延長の承認等の申請」の欄は、次に掲げる場合に該当する法人が記載し、
それぞれ次に定める日までに、事務所又は事業所所在地の道府県知事(2以上の道府県に事務所又は事業所を有
する法人にあっては、主たる事務所又は事業所(外国法人にあっては、法の施行地において行う事業の経営の責
任者が主として執務する恒久的施設)所在地の道府県知事)に提出すること。 

  (1) 定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(以下この記載要領において「定款等」という。)
の定めにより、又は当該法人に特別の事情があることにより、各事業年度終了の日から2月以内に当該各事業
年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあるため、確定申告書(法第72条の25第1項、第72条の28
第1項又は第72条の29第1項の規定による申告書をいう。(3)及び(5)において同じ。)の提出期限の延長を申請
する場合((2)に掲げる場合を除く。) 当該延長を受けようとする事業年度終了の日まで 

  (2) 当該法人(通算法人(法人税法第2条第12号の7の2に規定する通算法人をいう。以下この記載要領において
同じ。)に限る。)若しくは当該法人との間に通算完全支配関係(同条第12号の7の7に規定する通算完全支配関
係をいう。以下この記載要領において同じ。)がある通算法人の定款等の定めにより、若しくは当該法人若し
くは当該法人との間に通算完全支配関係がある通算法人に特別の事情があることにより、各事業年度終了の
日から2月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されないため、又は当該法人との間に通算
完全支配関係がある通算法人が多数に上ることその他これに類する理由により同法第2編第1章第1節第11款
第1目の規定その他通算法人に適用される規定による法人税の所得の金額若しくは欠損金額(同法第2条第19
号に規定する欠損金額をいう。以下この記載要領において同じ。)及び法人税の額の計算を了することができ
ないため、各事業年度終了の日から2月以内に申告納付することができない常況にあるため、確定申告書(法
第72条の25第1項、第72条の28第1項又は第72条の29第1項若しくは第5項の規定による申告書をいう。(4)及び
(6)並びに5において同じ。)の提出期限の延長を申請する場合 当該延長を受けようとする事業年度終了の日
から45日以内 

  (3) 当該法人が会計監査人を置いている場合で、かつ、定款等の定めにより、各事業年度終了の日から3月以
内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあるため、確定申告書の提出期限の延
長及び指定を申請する場合((4)に掲げる場合を除く。) 当該延長及び指定を受けようとする事業年度終了の
日まで 

  (4) 当該法人(通算法人に限る。)又は当該法人との間に通算完全支配関係がある通算法人が会計監査人を置い
ている場合で、かつ、定款等の定めにより、各事業年度終了の日から4月以内に当該各事業年度の決算につい
ての定時総会が招集されない常況にあるため、確定申告書の提出期限の延長及び指定を申請する場合 当該
延長及び指定を受けようとする事業年度終了の日から45日以内 

  (5) 当該法人に特別の事情があることにより、各事業年度終了の日から3月以内に当該各事業年度の決算につ
いての定時総会が招集されない常況にあることその他やむを得ない事情があるため、確定申告書の提出期限
の延長及び指定を申請する場合((6)に掲げる場合を除く。) 当該延長及び指定を受けようとする事業年度終
了の日まで 

  (6) 当該法人(通算法人に限る。)又は当該法人との間に通算完全支配関係がある通算法人に特別の事情がある
ことにより、各事業年度終了の日から4月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常
況にあること、当該法人又は当該法人との間に通算完全支配関係がある通算法人に特別の事情があることに
より、各事業年度終了の日から4月以内に法人税法第2編第1章第1節第11款第1目の規定その他通算法人に適用
される規定による法人税の所得の金額又は欠損金額及び法人税の額の計算を了することができない常況にあ
ることその他やむを得ない事情があるため、確定申告書の提出期限の延長及び指定を申請する場合 当該延
長及び指定を受けようとする事業年度終了の日から45日以内 

  (7) (3)又は(5)に掲げる理由に変更が生じたことにより、指定の取消し又は指定に係る月数の変更を受ける場
合 当該指定の取消し又は指定に係る月数の変更を受けようとする事業年度終了の日まで 

  (8) (4)又は(6)に掲げる理由に変更が生じたことにより、指定の取消し又は指定に係る月数の変更を受ける場
合 当該指定の取消し又は指定に係る月数の変更を受けようとする事業年度終了の日から45日以内 

 5 「事業税等に係る申告書の提出期限の延長の承認等の申請」の欄の1は、申請の内容に応じていずれか該当す
る□にレ印を付すこと。この場合において、指定を受けたいときは、延長期間の月数を「(  )月間」内に、
指定の取消しを受け、確定申告書の提出期限の延長期間を1月間(通算法人にあっては、2月間)としたいときは、
指定の取消しを受ける前の延長期間を「取消し前(  )月間」内に、指定に係る月数の変更を受けたいときは、
変更する前の延長期間を「変更前(  )月間」内に、変更しようとする延長期間を「変更後(  )月間」内に
記入すること。なお、法第72条の25第3項第1号又は第5項第1号に掲げる場合には、(  )内は「2」から「4」
まで(通算法人にあっては、「3」又は「4」)の数字を記載すること。 

 6 「事業税等に係る申告書の提出期限の延長の承認等の申請」の欄の2は、4(1)から(8)までに掲げる事由が生じ
ることとなった理由を簡明に記載すること。 

 7 「事業税等に係る申告書の提出期限の延長の承認等の申請」の欄の3は、申請の内容に応じていずれか該当す
る□にレ印を付すこと。 

 8 「事業税等に係る申告書の提出期限の延長の承認等の申請」の欄の4は、この申請書に添付したものに応じて
該当する□にレ印を付すこと。 

 9 「通算親法人の本店所在地及び電話番号」及び「通算親法人の名称及び法人番号」の各欄は、次に掲げる場
合の区分に応じ、それぞれ次に定める法人が記載すること。 

  (1) 1の場合 当該処分を受けたものとみなされた通算子法人(法人税法第2条第12号の7に規定する通算子法
人をいう。以下この記載要領において同じ。) 

  (2) 4の場合 法第72条の25第5項の規定による申告書の提出期限の延長又は同項各号の指定、これらの指定
の取消し若しくはこれらの指定に係る月数の変更を申請する法人(通算子法人に限る。) 
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第十四号様式(用紙日本産業規格A4)(第三条・第四条の四関係) 

  

受付印 

申告書の提出期限の延長の取りやめ等の届出書 整理番号   

  令和  年  月  日  ※
処
理
事
項 

発 信 年 月 日 
      

知事殿 

通信日付印 確 認 

          

所 在 地 及 び 電 話 番 号 
 

(電話              ) 

(ふ り が な) 

法 人 名 及 び 法 人 番 号 
  

(法人番号) 

        

                        
(ふ り が な) 

代 表 者 氏 名 
  

経 理 責 任 者 氏 名   

資 本 金 の 額 又 は

出 資 金 の 額 
円 

 

法人税に係る申告書の提出期限の延長の取りやめ等の届出(道府県民税関係) 

  令和  年  月  日から 

 
  令和  年  月  日まで 

の事業年度の所得に対する法人税の確定申告書から提出期限の延長について 

 その延長の処分が取り消された 
 その適用を受けることをやめた 
 その延長の処分が失効した 

ので届け出ます。 

 

事業税等に係る申告書の提出期限の延長の取りやめの届出 

  令和  年  月  日から 

 
  令和  年  月  日まで 

の事業年度分の事業税及び特別法人事業税の確定申告書から 

 法第72条の25第3項 

 

 法第72条の25第5項 

の規定による提出期限の延長の適用を受けることをやめますので届け出ます。 

 

通 算 親 法 人 の

本店所在地及び電話番号 

 

(電話             ) 

(ふ り が な) 

通算親法人の名称及び法人番号 
  

(法人番号) 

        

                        

関 与 税 理 士 署 名 
(電話             ) 

 

◎「法人税に係る申告書の提出期限の延長の取りやめ等の届出(道府県民税関係)」及び「事業税等に係る申告書の

提出期限の延長の取りやめの届出」は、それぞれ届出の期限が異なるので留意してください。 

第14号様式記載要領 

 1 「法人税に係る申告書の提出期限の延長の取りやめ等の届出」の欄は、次に掲げる場合に該当する法人が記載し、それぞれ次に定める日までに、事務所又は事

業所所在地の道府県知事(2以上の道府県に事務所又は事業所を有する法人にあっては、主たる事務所又は事業所(外国法人にあっては、法の施行地において行う事

業の経営の責任者が主として執務する恒久的施設)所在地の道府県知事)に提出すること。 

  (1) 法人税法第75条の2第5項(同法第144条の8において準用する場合を含む。)の規定により法人税の確定申告書の提出期限の延長の処分についての取消しの処

分があった場合(同法第75条の2第11項第2号の規定により当該申告書の提出期限の延長の処分についての取消しの処分があったものとみなされた場合を含む。)

 当該取消しの処分があった日の属する事業年度終了の日から22日以内 

  (2) 法人税法第75条の2第7項(同法第144条の8において準用する場合を含む。)の規定により同法第75条の2第7項の届出書を提出した場合(同条第11項第4号の規

定により同条第7項の届出書を提出したものとみなされた場合を含む。) 当該届出書を提出した日の属する事業年度終了の日から22日以内 

  (3) 法人税法第75条の2第11項第5号又は第6号の規定による申告書の提出期限の延長の処分の失効があった場合 当該失効があった日の属する事業年度終了の

日から22日以内 

 2 「法人番号」欄には、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号をいう。)を記載する

こと。 

 3 「法人税に係る申告書の提出期限の延長の取りやめ等の届出」の欄中 

「その延長の処分が取り消された 

 その適用を受けることをやめた 

 その延長の処分が失効した」 

となっている箇所については、届出の内容に応じ 

  て不要文字を抹消すること。 

 4 「事業税等に係る申告書の提出期限の延長の取りやめの届出」の欄は、法第72条の25第3項(法第72条の28第2項及び第72条の29第2項において準用する場合を含

む。)又は第5項(法第72条の28第2項並びに第72条の29第2項及び第6項において準用する場合を含む。以下この記載要領において同じ。)の規定(特別法人事業税及

び特別法人事業譲与税に関する法律第8条の規定により法人の事業税の賦課徴収の例によることとされる場合を含む。)により確定申告書(法第72条の25第1項、第72

条の28第1項又は第72条の29第1項若しくは第5項の規定による申告書をいう。)の提出期限を延長されている法人がその適用を受けることをやめようとするときに記

載し、事務所又は事業所所在地の道府県知事(2以上の道府県に事務所又は事業所を有する法人にあっては、主たる事務所又は事業所(外国法人にあっては、法の施

行地において行う事業の経営の責任者が主として執務する恒久的施設)所在地の道府県知事)に提出すること。 

 5 「事業税等に係る申告書の提出期限の延長の取りやめの届出」の欄中 
「法第72条の25第3項 

 法第72条の25第5項」 
となっている箇所については、届出の内容に応じて不要文字を 

  抹消すること。 

 6 「通算親法人の本店所在地及び電話番号」及び「通算親法人の名称及び法人番号」の各欄は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める法人が記載する

こと。 

  (1) 1(1)の場合 当該処分を受けたものとみなされた通算子法人(法人税法第2条第12号の7に規定する通算子法人をいう。以下この記載要領において同じ。) 

  (2) 1(2)の場合 当該届出書を提出したものとみなされた通算子法人 

  (3) 1(3)の場合 当該失効があった通算子法人又は通算子法人であった法人 

  (4) 4の場合 法第72条の25第5項の規定の適用を受けることをやめようとする法人(通算子法人に限る。) 

第
十
四
号
の
二
様
式
（
第
六
条
の
七
関
係
）

第十四号の二様式(第六条の七関係) 

令和   年度分  事業税申告書 

  

 

知 事 殿   
 
 

令和 年 月 日提出 

ふりがな 

氏 名 
  

屋 号 

電 話 番 号 
  

  
住 所   

事務所又は
事業所の所
在地 

  

個人番号       
                        

  

  

事業の種類 ①収入金額 

②必 要 経 費 

③の金額を含め

ないこと    

③青色事業専従者

給与額又は事業専

従者控除額 

所 得 金 額 
 

①－②－③  

  

  円 円 円 円 

          

専
従
者
控
除
額
の
内
訳 

氏 名 個人番号 

あ な た

と の

続 柄 

生年月日 
従事

月数 

青色事業専従者

給与額又は事業

専従者控除額 

所得税法第
5 7 条 第 2 項
の書類の提
出の有無 

          ・  ・ 月 円 有   無                         

          ・  ・ 月 円 有   無                         

          ・  ・ 月 円 有   無                         

所得税における青色申告の承認の有無 有         無 

 次の事項に該当する方は下の記載欄に書いてください。なお、事務所又は事業所が他の都道府県にもある方は、

その所在地と各月の末日現在の従業者の数を事務所又は事業所ごとに適宜の用紙に書いて、添付してください。 

 1 事業税の非課税所得がある方 

 2 事業用資産の譲渡損失がある方 

 3 被災事業用資産の損失がある方(白色申告者のみ) 

 4 前年中に新しく事業を開始した方又は事業を廃止した方 

  

1 

非課税事業

の 種 類 
④収入金額 

⑤必 要 経 費 

  ⑥の金額を含め

ないこと    

⑥青色事業専従者

給与額又は事業

専従者控除額  

 ③×非課税事業

への従事割合 

所 得 金 額 
 

④－⑤－⑥ 

  

  円 円 円 円 

2 
譲渡資産の種類 ⑦譲 渡 価 格 ⑧帳 簿 価 格 損失額 ⑧－⑦ 

  円 円 円 

3 赤字のうちに含まれる被災事業用資産の損失の金額 円 

4 新しく事業を開始し、又は事業を廃止した月日 月      日 
開始  

廃止  

  
(切り取らないでください) 

  
    

令和   年度分  事業税申告書の受付書 

  氏 名 殿  受付日付印 
  

住 所   

   

第14号の2様式記載要領 

 1 「個人番号」欄には、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。)を記載すること。 

 2 「新しく事業を開始し、又は事業を廃止した月日」の欄は、新しく事業を開始した

月日又は事業を廃止した月日のいずれかを記載するとともに、「開始」又は「廃止」の

いずれかに○印を付すること。ただし、当該年中に新しく事業を開始し、かつ事業を廃

止した場合には、新しく事業を開始した月日及び事業を廃止した月日を併記し、「開始」

及び「廃止」の双方に○印を付すること。 
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第
十
四
号
の
三
様
式
（
第
六
条
の
九
関
係
）

第十四号の三様式(第六条の九関係) 

徴収猶予の申請書 

  ※
処
理
事
項 

発 信 年 月 日 

通信日付印 確認 

   
受付印 

      

  年   月   日  

殿 
相互協議申立て年月日 年   月   日 相手国等に相互協議申立てを行っている場合 □ 

  

主たる

事務所

又は 

事業所

所在地 (電話                 )  

(ふりがな)   

氏 名   

地方税法第72条の57の2第1項の規定により、下記のとおり徴収猶予を申請します。 

納

付

す

べ

き

金

額 

年 度 納 期 限 事 業 税 額 延 滞 金額 

    円 
法律による金額 

円 

    円 
法律による金額 

円 

    円 
法律による金額 

円 

    円 
法律による金額 

円 

    円 
法律による金額 

円 

    円 
法律による金額 

円 

    円 
法律による金額 

円 

上
記
の
う
ち
猶
予
を
受
け
よ
う
と
す
る
金
額 

年 度 納 期 限 事 業 税 額 延 滞 金額 

    円 
法律による金額 

円 

    円 
法律による金額 

円 

    円 
法律による金額 

円 

    円 
法律による金額 

円 

    円 
法律による金額 

円 

    円 
法律による金額 

円 

    円 
法律による金額 

円 

担 保   

 第14号の3様式記載要領 

  1 この申請書は法第72条の57の2第1項の規定に基づき徴収の猶予を申請する場合に使用すること。 

  2 ※印の欄は記載しないこと。 

第
十
五
号
様
式
　
削
除

第
十
六
号
様
式
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）

（
第
八
条
の
五
・
第
八
条
の
七
関
係
）

第十六号様式(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五・第八条の七関係) 
 

  

受付印 

  

※
処

理

事

項 

整理番号 事務所 
処理
区分 

区
分 

事業者コード 
申告
区分 

予 備 

  令和 年 月 日               

                                                          

知事殿  

発 信 年 月 日 
申告年月日 

通 信 日 付 印 確認 

      

            

          

申

告

者 

住 所 又 は 所 在 地 
(電話番号               )  

氏 名 又 は 名 称   

個人番号又は法人番号 
    ↓ 個人番号の記載に当たっては、左端を空欄とし、ここから記載してください。 

                          

 

令和    年   月分 道府県たばこ税の 
申 告 書 

修正申告書 
※ 

  
  
                    

           

課 税 標 準 数 量 ①   
十億 百万 千 本 

                        

税 額  (①×
1000

) ②   
      円 

                        

課 税 免 除 を 受 け よ う と す る 本 数     
      本 

                        

課 税 免 除 を 受 け よ う と す る 税 額 ③   
      円 

                        

返 還 控 除 を 受 け よ う と す る 本 数     
      本 

                        

返 還 控 除 を 受 け よ う と す る 金 額 ④   
      円 

                        

差 引 ( ② － ③ － ④ ) ⑤   
      円 

                        

既に納付又は還付の確定した税額又は金額 ⑥   
      円 

                        
この申告により納付すべき税額又は還付を
受けようとする金額      (⑤－⑥) 

    
      円 

                        

還付を受けようとする金融機関及び支払方法 

銀行      支店  
 
 
 口座番号(普通・当座) 

 

第十六号様式(入力用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五・第八条の七関係) 

 

  
整理番号 事務所 

処理

区分 

区

分 

事業者コード 
申告

区分 
予 備 

      
ア 

      

1      7  10 12          23      30  

 

    

31          36  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    45             59   

          
    
  

  37      39                   41    44 

 

  13  15               27 

  
イ 

  
01 

            

12   
02 

          

  
03 

          

04 
          

05 
          

06 
          

07 
          

08 
          

09 
          

 

第16号様式記載要領 

 1 この申告書は、法第74条の10第1項若しくは第2項の規定による申告又は法第74条の1

2第2項の規定による修正申告をする場合に使用すること。 

 2 ※印の欄は、記載しないこと。 

 3 「個人番号又は法人番号」欄には、申告者が個人の場合は個人番号(行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人

番号をいう。)を記載し、法人の場合には法人番号(同条第15項に規定する法人番号をい

う。)を記載すること。 

 4 製造たばこの本数を記載する場合において1本未満の端数があるときは、その端数を

切り捨てること。 

 5 金額を記載する場合において記載すべき金額が赤字額となるときは、その金額の直

前の単位(けた)に△印を付すること。 

 6 「課税標準数量①」の欄は、法第74条の6第1項の規定により道府県たばこ税の免除

を受けようとする製造たばこについても記載すること。 

 7 「返還控除を受けようとする本数」の欄は、法第74条の14第1項の規定により控除を

受けようとする場合に当該控除を受けようとする製造たばこの本数を記載し、「返還控

除を受けようとする金額④」の欄は、当該控除を受けようとする製造たばこについて

納付した、又は納付すべき道府県たばこ税額を記載すること。 

 8 「既に納付又は還付の確定した税額又は金額⑥」の欄は、修正申告をする場合に、

当該修正申告前に行われた申告、更正又は決定により納付すること又は還付されるこ

とが確定している税額又は金額を記載すること。 
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第
十
六
号
様
式
別
表
一
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規

格
Ａ
４
）
（
第
八
条
の
五
関
係
）

第十六号様式別表一(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五関係) 

品目別課税標準数量明細書 

  ※
処

理

事

項 

事業者コード 
処理
区分 

申告
区分 申告者の氏名又は名称 

      

                            

予備 申告年月日 個人番号又は法人番号 

   ↓個人番号の記載に当たっては、左端を空欄とし、ここから記載してください。 

    
                          

                
    枚のうち 

令和   年   月分     
  枚 目 

        
      

品 目 売 渡 し 又 は 消 費 等 の 数 量 

    十億 百万 千 本(g) 
． 

                        
            

． 
                        

            
． 

                        
            

． 
                        

            
． 

                        
            

． 
                        

            
． 

                        
            

． 
                        

            
． 

                        
            

． 
                        

            
． 

                        
            

． 
                        

            
． 

                        
            

． 
                        

            
． 

                        
            

． 
                        

            
． 

                        
            

． 
                        

            
． 

                        
            

． 
                        

            
． 

                        
            

． 
                        

            
． 

                        
            

． 
                        

 

 

第十六号様式別表一(入力用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五関係) 

 

  事業者コード 
処理

区分 

申告

区分 

      

1       11 13  

 

  ウ       

23 26  

19 
  31 

20 

 

22 

 23 
        

  
  エ   15   17     21 

  
24                         26                   30            42  43 
  01                     

02               

03               

04               

05               

06               

07               

08               

09               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

16               

17               

18               

19               

20               

21               

22               

23               

24               

 

第16号様式別表1記載要領 

 1 この明細書は、第16号様式の申告書・修正申告書又は第16号の3様式の申告書・修正

申告書の「課税標準数量①」の欄の記載に係る製造たばこについて品目ごとに売渡し

又は消費等の数量の内訳を記載し、第16号様式の申告書・修正申告書又は第16号の3

様式の申告書・修正申告書に添付すること。 

 2 ※印の欄は、記載しないこと。 

 3 「個人番号又は法人番号」欄には、申告者が個人の場合は個人番号(行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人

番号をいう。)を記載し、法人の場合には法人番号(同条第15項に規定する法人番号を

いう。)を記載すること。 

 4 「売渡し又は消費等の数量」の欄は、紙巻たばこ及び法第74条の4第2項ただし書に

規定する葉巻たばこについては本数を、紙巻たばこ以外の製造たばこ(同項ただし書に

規定する葉巻たばこを除く。)については重量(加熱式たばこの場合には、同条第3項第

1号に規定する加熱式たばこの重量とする。)を記載すること。 

   この場合において、重量について0．1グラム未満の端数があるときは、その端数を

切り捨てること。 

 5 製造たばこの区分ごとの小計(法第74条の4第2項の表の上欄に掲げる製造たばこ(同

項ただし書に規定する葉巻たばこを除く。)にあっては、区分ごとの重量の小計を紙巻

たばこの本数に換算したもの(この数値に小数点以下1位未満の端数があるときは、その

端数を切り捨て、小数点以下1位まで算出したもの)とし、加熱式たばこにあっては、同

条第3項の規定により換算した紙巻たばこの本数の合計数とする。)及びその合計を末尾

の欄に記載すること。 

第
十
六
号
様
式
別
表
二
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規

格
Ａ
４
）
（
第
八
条
の
五
関
係
）

第十六号様式別表二(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五関係) 

市町村別課税標準数量明細書 

  ※
処

理

事

項 

事業者コード 
処理
区分 

申告
区分 

申告者の氏名又は名称       
                            

予備 申告年月日 

個人番号又は法人番号 
   ↓個人番号の記載に当たっては、左端を空欄とし、ここから記載してください。     

                          
                

    枚のうち 
令和   年   月分     

  枚 目 
        

      
市 町 村 名 売 渡 し 又 は 消 費 等 の 合 計 数 量 

    十億 百万 千 本 
． 

                        
            

． 
                        

            
． 

                        
            

． 
                        

            
． 

                        
            

． 
                        

            
． 

                        
            

． 
                        

            
． 

                        
            

． 
                        

            
． 

                        
            

． 
                        

            
． 

                        
            

． 
                        

            
． 

                        
            

． 
                        

            
． 

                        
            

． 
                        

            
． 

                        
            

． 
                        

            
． 

                        
            

． 
                        

            
． 

                        
            

． 
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第十六号様式別表二(入力用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五関係) 

 

  事業者コード 
処理

区分 

申告

区分 

      

1       11 13  

 

  オ       

23 26  

19 
  31 

20 

 

22 

 23 
        

  
  カ   15   17 

21 
  

24     26   30           42  43 

  01                     

02               

03               

04               

05               

06               

07               

08               

09               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

16               

17               

18               

19               

20               

21               

22               

23               

24               

第16号様式別表2記載要領 

 1 この明細書は、第16号様式の申告書・修正申告書又は第16号の3様式の申告書・修正

申告書の「課税標準数量①」の欄の記載に係る製造たばこについて当該道府県の区域

内の市町村ごとに売渡し又は消費等の合計数量の内訳を記載し、第16号様式の申告

書・修正申告書又は第16号の3様式の申告書・修正申告書に添付すること。 

 2 ※印の欄は、記載しないこと。 

 3 「個人番号又は法人番号」欄には、申告者が個人の場合は個人番号(行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人

番号をいう。)を記載し、法人の場合には法人番号(同条第15項に規定する法人番号を

いう。)を記載すること。 

 4 「売渡し又は消費等の合計数量」とは、紙巻たばこ及び法第74条の4第2項ただし書

に規定する葉巻たばこの本数、同項の表の上欄に掲げる製造たばこ(同項ただし書に規

定する葉巻たばこを除く。)の重量を紙巻たばこの本数に換算したもの(この数値に小数

点以下1位未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、小数点以下1位まで算出し

たもの)及び加熱式たばこを同条第3項の規定により換算した紙巻たばこの本数の合計

数の合計数量をいうものであること。 

 5 市町村ごとの「売渡し又は消費等の合計数量」の合計を末尾の欄に記載すること。 

第
十
六
号
の
二
様
式
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格

Ａ
４
）
（
第
八
条
の
五
・
第
八
条
の
七
関
係
）

第十六号の二様式(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五・第八条の七関係) 
 

受 払 い 報 告 書 

  ※
処

理

事

項 

事業者コード 
処理
区分 

申告
区分 

申告者の氏名又は名称 
      

                            
予備 申告年月日 

個人番号又は法人番号 
   ↓個人番号の記載に当たっては、左端を空欄とし、ここから記載してください。 

    
                          

                
  

令和   年   月分 

        
  

摘 要 数 量 

前 々 月 末 在 庫   
十億 百万 千 本 

． 
                        

受

入

れ 

輸 入 ・ 製 造   
        

． 
                        

卸 売 販 売 業 者 等 か ら の 買 受 け 等   
        

． 
                        

返 還   
        

． 
                        

そ の 他   
        

． 
                        

合 計   
        

． 
                        

払

出

し 

卸 売 販 売 業 者 等 へ の 売 渡 し 等 ①   
        

． 
                        

  ①のうち小売販売用 ②   
        

． 
                        

小売販売業者への売渡し、消費者等への売
渡し及び消費等 

③   
        

． 
                        

合 計 ( ① ＋ ③ － ② )   
        

． 
                        

前 月 末 在 庫   
        

． 
                        

備

考 

  

 

第十六号の二様式(入力用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五・第八条の七関係) 

 

  
事業者コード 

処理

区分 

申告

区分 

      

1        11  13 14 

 

  
ア 

    

 
  19 20 22        27 

              
    
  28      37 

  15   17 

 

 

 

 

  20 22            34 35 

  
イ 

  
01 

            

  19   
  

02 
            

03 
            

04 
            

05 
            

06 
            

07 
            

08 
            

  

20 22            34 35 

  
09 

            

イ 
  

12 
            

10 
            

19   
  

13 
            

11 
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第16号の2様式記載要領 

 1 この報告書は、卸売販売業者等の主たる事務所又は事業所所在の道府県知事に提出

する第16号様式の申告書・修正申告書又は第16号の3様式の申告書・修正申告書に添付

すること。 

 2 ※印の欄は、記載しないこと。 

 3 「個人番号又は法人番号」欄には、申告者が個人の場合は個人番号(行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人

番号をいう。)を記載し、法人の場合には法人番号(同条第15項に規定する法人番号を

いう。)を記載すること。 

 4 「数量」とは、紙巻たばこ及び法第74条の4第2項ただし書に規定する葉巻たばこの

本数、同項の表の上欄に掲げる製造たばこ(同項ただし書に規定する葉巻たばこを除

く。)の重量を紙巻たばこの本数に換算したもの(この数値に小数点以下1位未満の端数

があるときは、その端数を切り捨て、小数点以下1位まで算出したもの)及び加熱式たば

こを同条第3項の規定により換算した紙巻たばこの本数の合計数の合計数量をいうも

のであること。 

 5 「卸売販売業者等からの買受け等」の欄は、「返還」の欄に記載すべき製造たばこを

除き、卸売販売業者等から受け入れたすべての製造たばこの数量を記載すること。 

 6 「返還」の欄は、小売販売業者に売り渡した製造たばこ(小売販売業者である卸売販

売業者等に小売販売用として売り渡した製造たばこを含む。)について当該小売販売業

者から返還を受けた場合に、当該返還に係る製造たばこの数量を記載すること。 

 7 「卸売販売業者等への売渡し等①」の欄は、小売販売業者である卸売販売業者等が

小売販売用として買い受けた製造たばこを売渡人である卸売販売業者等に返還する場

合を除き、卸売販売業者等に払い出したすべての製造たばこの数量を記載すること。 

 8 「①のうち小売販売用②」の欄は、卸売販売業者等に払い出した製造たばこのうち、

小売販売業者である卸売販売業者等に小売販売用として売り渡したものの数量を記載

すること。 

 9 「小売販売業者への売渡し、消費者等への売渡し及び消費等③」の欄は、小売販売

業者若しくは消費者等に売渡しをし、又は消費等をした製造たばこ(小売販売業者であ

る卸売販売業者等に小売販売用として売渡しをした製造たばこを含む。)の数量を記載

すること。 

第
十
六
号
の
二
様
式
別
表
一
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産

業
規
格
Ａ
４
）
（
第
八
条
の
五
・
第
八
条
の
七
関
係
）

第十六号の二様式別表一(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五・第八条の七関係) 
 

卸売販売業者等からの買受け等明細書 

  
※
処

理

事

項 

事業者コード 
処理
区分 

申告
区分 

申告者の氏名又は名称 

      

                            
個人番号又は法人番号 

   ↓個人番号の記載に当たっては、左端を空欄とし、ここから記載してください。 
予備 申告年月日 

    
                          

                
    枚のうち 

令和   年   月分     
  枚 目 

        
      

卸売販売業者等の氏名又は名称 数 量 

    
十億 百万 千 本 

． 
                        

    
        

． 
                        

    
        

． 
                        

    
        

． 
                        

    
        

． 
                        

    
        

． 
                        

    
        

． 
                        

    
        

． 
                        

    
        

． 
                        

    
        

． 
                        

    
        

． 
                        

    
        

． 
                        

    
        

． 
                        

    
        

． 
                        

    
        

． 
                        

 

第十六号の二様式別表一(入力用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五・第八条の七関係) 

 

  事業者コード 
処理

区分 

申告

区分 

      

1       11 13    

  ウ       

23 26  

19 
  31 

20 

 

22 

  23   
        

  
  エ   15   17 

21 
  

4     26              36            48  49 

  
01 

    

 

              

02 
              

03 
              

04 
              

05 
              

06 
              

07 
              

08 
              

09 
              

10 
              

11 
              

12 
              

13 
              

14 
              

15 
              

第16号の2様式別表1記載要領 

 1 この明細書は、第16号の2様式の報告書の「卸売販売業者等からの買受け等」の欄の

記載に係る製造たばこについて卸売販売業者等ごとの内訳を記載し、同様式の報告書

に添付すること。 

 2 ※印の欄は、記載しないこと。 

 3 「個人番号又は法人番号」欄には、申告者が個人の場合は個人番号(行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人

番号をいう。)を記載し、法人の場合には法人番号(同条第15項に規定する法人番号をい

う。)を記載すること。 

 4 「数量」とは、紙巻たばこ及び法第74条の4第2項ただし書に規定する葉巻たばこの

本数、同項の表の上欄に掲げる製造たばこ(同項ただし書に規定する葉巻たばこを除

く。)の重量を紙巻たばこの本数に換算したもの(この数値に小数点以下1位未満の端数

があるときは、その端数を切り捨て、小数点以下1位まで算出したもの)及び加熱式たば

こを同条第3項の規定により換算した紙巻たばこの本数の合計数の合計数量をいうも

のであること。 
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第
十
六
号
の
二
様
式
別
表
二
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産

業
規
格
Ａ
４
）
（
第
八
条
の
五
・
第
八
条
の
七
関
係
）

第十六号の二様式別表二(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五・第八条の七関係) 
 

卸売販売業者等への売渡し等明細書 

  ※
処

理

事

項 

事業者コード 
処理
区分 

申告
区分 

申告者の氏名又は名称 
      

                            

予備 申告年月日 個人番号又は法人番号 

   ↓個人番号の記載に当たっては、左端を空欄とし、ここから記載してください。 

    
                          

                
    枚のうち 

令和   年   月分     
  枚 目 

        
      

卸売販売業者等の氏名又は名称 数 量 

  
  十億 百万 千 本 

． 
                        

うち小売販売用         
． 

                        

  
          

． 
                        

うち小売販売用         
． 

                        

  
          

． 
                        

うち小売販売用         
． 

                        

  
          

． 
                        

うち小売販売用         
． 

                        

  
          

． 
                        

うち小売販売用         
． 

                        

  
          

． 
                        

うち小売販売用         
． 

                        

  
          

． 
                        

うち小売販売用         
． 

                        

  
          

． 
                        

うち小売販売用         
． 

                        

  
          

． 
                        

うち小売販売用         
． 

                        

  
          

． 
                        

うち小売販売用         
． 

                        

  
          

． 
                        

うち小売販売用         
． 

                        
 

第十六号の二様式別表二(入力用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五・第八条の七関係) 

 

  事業者コード 
処理

区分 

申告

区分 

      

1       11 13   

  オ       

23 26  

19 
  31 

20 

 

22 

  23   
        

  
  カ   15   17 

21 
  

24     26 36            48 49 

  

01 

                

63 

                

02 

                

                

03 

                  

                

04 

                

                

05 

                

                

06 

                

                

07 

                

                

08 

                

                

09 

                

                

10 

                

                

11 

                 

49 

63 

  26             

  

第16号の2様式別表2記載要領 

 1 この明細書は、第16号の2様式の報告書の「卸売販売業者等への売渡し等①」の欄の

記載に係る製造たばこについて卸売販売業者等ごとの内訳を記載し、同様式の報告書

に添付すること。 

 2 ※印の欄は、記載しないこと。 

 3 「個人番号又は法人番号」欄には、申告者が個人の場合は個人番号(行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人

番号をいう。)を記載し、法人の場合には法人番号(同条第15項に規定する法人番号を

いう。)を記載すること。 

 4 「数量」とは、紙巻たばこ及び法第74条の4第2項ただし書に規定する葉巻たばこの

本数、同項の表の上欄に掲げる製造たばこ(同項ただし書に規定する葉巻たばこを除

く。)の重量を紙巻たばこの本数に換算したもの(この数値に小数点以下1位未満の端数

があるときは、その端数を切り捨て、小数点以下1位まで算出したもの)及び加熱式たば

こを同条第3項の規定により換算した紙巻たばこの本数の合計数の合計数量をいうも

のであること。 

 5 「うち小売販売用」の欄は、卸売販売業者等に払い出した製造たばこのうち、小売

販売業者である卸売販売業者等に小売販売用として売り渡したものの数量を記載する

こと。 

第
十
六
号
の
二
様
式
別
表
三
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産

業
規
格
Ａ
４
）
（
第
八
条
の
五
・
第
八
条
の
七
関
係
）

第十六号の二様式別表三(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五・第八条の七関係) 
 

小売販売業者への売渡し等明細書 

  ※
処

理

事

項 

事業者コード 
処理
区分 

申告
区分 

申告者の氏名又は名称 
      

                            

予備 申告年月日 個人番号又は法人番号 

   ↓個人番号の記載に当たっては、左端を空欄とし、ここから記載してください。 

    
                          

                
    枚のうち 

令和   年   月分     
  枚 目 

        
      

都 道 府 県 名 数 量 

    十億 百万 千 本 
． 

                        
    

        
． 

                        
    

        
． 

                        
    

        
． 

                        
    

        
． 

                        
    

        
． 

                        
    

        
． 

                        
    

        
． 

                        
    

        
． 

                        
    

        
． 

                        
    

        
． 

                        
    

        
． 

                        
    

        
． 

                        
    

        
． 

                        
    

        
． 
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第十六号の二様式別表三(入力用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五・第八条の七関係) 

 

  事業者コード 
処理

区分 

申告

区分 

      

1        11 13  

  キ     

23 26  

19 
  31 

20 

 

22 

  23   
        

  
  ク   15   17 

21 
  

24     26  28            40 41 

  
01 

                

02 
              

03 
              

04 
              

05 
              

06 
              

07 
              

08 
              

09 
              

10 
              

11 
              

12 
              

13 
              

14 
              

15 
              

第16号の2様式別表3記載要領 

 1 この明細書は、第16号の2様式の報告書の「小売販売業者への売渡し、消費者等への

売渡し及び消費等③」の欄の記載に係る製造たばこについて都道府県ごとの内訳を記

載し、同様式の報告書に添付すること。 

 2 ※印の欄は、記載しないこと。 

 3 「個人番号又は法人番号」欄には、申告者が個人の場合は個人番号(行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人

番号をいう。)を記載し、法人の場合には法人番号(同条第15項に規定する法人番号をい

う。)を記載すること。 

 4 「数量」とは、紙巻たばこ及び法第74条の4第2項ただし書に規定する葉巻たばこの

本数、同項の表の上欄に掲げる製造たばこ(同項ただし書に規定する葉巻たばこを除

く。)の重量を紙巻たばこの本数に換算したもの(この数値に小数点以下1位未満の端数

があるときは、その端数を切り捨て、小数点以下1位まで算出したもの)及び加熱式たば

こを同条第3項の規定により換算した紙巻たばこの本数の合計数の合計数量をいうも

のであること。 

第
十
六
号
の
三
様
式
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格

Ａ
４
）
（
第
八
条
の
五
・
第
八
条
の
七
関
係
）

第十六号の三様式(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五・第八条の七関係) 

  

受付印 

  ※

処

理

事

項 

整 理 番 号 事務所 
処理

区分 
区
分 

事 業 者 コ ー ド 
申告

区分 
予 備 申告年月日 

  令和  年  月  日                    

知事殿  

発 信 年 月 日           

通 信 日 付 印 確 認 

    

申

告

者 

住 所 又 は 所 在 地 
(電話番号              )     

氏 名 又 は 名 称   

個人番号又は法人番号 
      ↓ 個人番号の記載に当たっては、左端を空欄とし、ここから記載してください。 

                          
 
  

申 告 書 

修 正 申 告 書 

  

令和 
  

年 
  

月分から令和  
  

年 
  

月分までの道府県たばこ税の ※   

    
   
  

令和 年 月分 令和 年 月分 令和 年 月分 3箇月分の合計 

課 税 標 準 数 量 ①  
十億 百万 千 本 十億 百万 千 本 十億 百万 千 本   

税 額    (①×
1000

) ②  
      円       円       円 

課 税 免 除 を 受 け よ う と す る 本 数   
      本       本       本 

課 税 免 除 を 受 け よ う と す る 税 額 ③  
      円       円       円 

返 還 控 除 を 受 け よ う と す る 本 数   
      本       本       本 

返 還 控 除 を 受 け よ う と す る 金 額 ④  
      円       円       円 

差 引    (②－③－④) ⑤  
      円       円       円 

既に納付又は還付の確定した税額又は金額 ⑥  
      円       円       円 

この申告により納付すべき税額又は還付を

受けようとする金額     (⑤－⑥) 
  

      円       円       円   十億 百万 千 円 

還付を受けようとする金融機関及び支払方法 

銀行             支店       

 

 

 口座番号(普通・当座) 

 

第十六号の三様式(入力用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五・第八条の七関係) 

 

  
整 理 番 号 事務所 

処理

区分 

区

分 

事 業 者 コ ー ド 
申告

区分 
予 備 申告年月日 

      
ケ 

        

1         7    10 12                23 25     31    36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    45            59   

              
  
  

  37   39   41   43   

 

  
13  15       23 

  
13  15       23 

  
13  15       23 

  

  
コ 

  01         11         21         

02       12       22       
12    

  03       13       23       

04       14       24       

05       15       25       

06       16       26       

07       17       27       

08       18       28       
 13  15          23 

09       19       29         39         
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第16号の3様式記載要領 

 1 この申告書は、法第74条の10第3項の規定による指定を受けている者が申告又は修正申告をする場合に使用すること。 

 2 この申告書は、第16号様式の申告書・修正申告書の記載要領に準じて記載すること。 

 3 「個人番号又は法人番号」欄には、申告者が個人の場合は個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。)を記載し、法人の場合には法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。)を記載する

こと。 

 4 この申告書には、「課税標準数量①」の欄の記載に係る製造たばこについて、品目ごとに売渡し又は消費等の数量の内訳を記載した第16

号様式別表1の明細書及び当該道府県の区域内の市町村ごとに売渡し又は消費等の合計数量の内訳を記載した第16号様式別表2の明細書を

添付すること。 

 

第
十
六
号
の
四
様
式
（
用
紙
縦
百
七
十
八
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

横
八
十
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
（
第
八
条
の
五
関
係
）

第十六号の四様式(用紙縦百七十八ミリメートル横八十五ミリメートル)(第八条の五関係) 

  (

第
三
片) 

  (

第
二
片) 

  (

第
一
片) 

  

都道府県
コ ー ド 

  
道府県たばこ税領収済通知書 公 

    

都道府県
コ ー ド 

  
道府県たばこ税納付書 公 

    

都道府県
コ ー ド 

  
道府県たばこ税領収証書 公 

  

      

口 座 番 号 加 入 者 口 座 番 号 加 入 者 口 座 番 号 加 入 者 

  
都道

府県 
      

都道

府県 
      

都道

府県 
    

 

 

 

 

所在地及び氏名又は名称 

 

 

 

 

所在地及び氏名又は名称 

 

 

 

 

所在地及び氏名又は名称 

年 度 ※ 処 理 事 項 事 業 者 コ ー ド 年 度 ※ 処 理 事 項 事 業 者 コ ー ド 年 度 ※ 処 理 事 項 事 業 者 コ ー ド 

  
  

    
  

    
  

  

申 告 期 間 申 告 区 分 申 告 期 間 申 告 区 分 申 告 期 間 申 告 区 分 

年  月分(から  年  月分まで) 決
定 

 更
正 

 修
正 

 申
告 

年  月分(から  年  月分まで) 決
定 

 更
正 

 修
正 

 申
告 

年  月分(から  年  月分まで) 決
定 

 更
正 

 修
正 

 申
告 

    百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円     百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円     百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

税 額 01                       税 額 01                       税 額 01                       

延 滞 金 02                       延 滞 金 02                       延 滞 金 02                       

過 少 申 告 加 算 金 03                       過 少 申 告 加 算 金 03                       過 少 申 告 加 算 金 03                       

不 申 告 加 算 金 04                       不 申 告 加 算 金 04                       不 申 告 加 算 金 04                       

重 加 算 金 05                       重 加 算 金 05                       重 加 算 金 05                       

合 計 額 06                       合 計 額 06                       合 計 額 06                       

  

納 期 限 年  月  日 

 

領

収

日

付

印

 
 

    
  

  

納 期 限 年  月  日 

 

領

収

日

付

印

 
 

    
  

  

納 期 限 年  月  日 

 

領

収

日

付

印

 
 

    
  

課 税 事 務 所   課 税 事 務 所   課 税 事 務 所   

指 定 金 融
機 関 名 
(取りまとめ店) 

  

日 計 口 
 上記のとおり領収しました。(納税者保管) 

 

 ◎この納付書は、3枚1組の複写式となって

いますので、切り離さずに提出してくだ

さい。 

取りまとめ局   
円 

  上記のとおり通知します。(都道府県保管)   上記のとおり納付します 
金融機関又は

郵便局保管       

 

第16号の4様式記載要領 

 1 この納付書は、道府県たばこ税に係る地方団体の徴収金を申告納付の方法により納

付する場合に使用すること。 

 2 各片は、1辺をのり付けその他の方法により接続するものとすること。 

 3 各片に共通する事項(あらかじめ印刷されている事項を除く。)は、複写により記載す

るものとすること。 

 4 ※印の欄は、記載しないこと。 
 

第
十
六
号
の
四
の
二
様
式
（
用
紙
縦
百
七
十
八
ミ
リ
メ
ー

ト
ル
横
八
十
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
（
第
三
十
八
条
関
係
）

第十六号の四の二様式(用紙縦百七十八ミリメートル横八十五ミリメートル)(第三十八条関係) 

都道府県コード 
    道府県たばこ税領収済通知書 公 eL 

(

第
三
片) 

都道府県コード 
      道府県たばこ税納付書 公 

(

第
二
片) 

都道府県コード 
     道府県たばこ税領収証書 公 

(

第
一
片) 

      
口 座 番 号 加 入 者 口 座 番 号 加 入 者 口 座 番 号 加 入 者 

  
都道

府県 
      

都道

府県 
      

都道

府県 
    

 

 

 

所在地及び氏名又は名称 

 

 

 

 
 

 eL番号：                       eL-QR 

 

 

 

所在地及び氏名又は名称 

 

 

 

所在地及び氏名又は名称 

 eL番号： 

第三片の当該箇所
にeL-QRが印字さ
れているため、こ
の箇所は使用しな
いこと。 

  

 eL番号： 

第三片の当該箇所
にeL-QRが印字さ
れているため、こ
の箇所は使用しな
いこと。 

  

    
年 度 ※ 処 理 事 項 事 業 者 コ ー ド 年 度 ※ 処 理 事 項 事 業 者 コ ー ド 年 度 ※ 処 理 事 項 事 業 者 コ ー ド 

                  

申 告 期 間 申 告 区 分 申 告 期 間 申 告 区 分 申 告 期 間 申 告 区 分 

年  月分(から  年  月分まで) 決
定 

 更
正 

 修
正 

 申
告 

年  月分(から  年  月分まで) 決
定 

 更
正 

 修
正 

 申
告 

年  月分(から  年  月分まで) 決
定 

 更
正 

 修
正 

 申
告 

    百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円     百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円     百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

税 額 01                       税 額 01                       税 額 01                       

延 滞 金 02                       延 滞 金 02                       延 滞 金 02                       

過 少 申 告 加 算 金 03                       過 少 申 告 加 算 金 03                       過 少 申 告 加 算 金 03                       

不 申 告 加 算 金 04                       不 申 告 加 算 金 04                       不 申 告 加 算 金 04                       

重 加 算 金 05                       重 加 算 金 05                       重 加 算 金 05                       

合 計 額 06                         合 計 額 06                         合 計 額 06                         

納 期 限 年  月  日 領

収

日

付

印 

  

  

納 期 限 年  月  日 領

収

日

付

印 

  

  

納 期 限 年  月  日 領

収

日

付

印 

    

課 税 事 務 所   課 税 事 務 所   課 税 事 務 所   

指 定 金 融
機 関 名 
(取りまとめ店) 

  

日 計 
口 

  

 上記のとおり領収しました。(納税者保管) 

 

◎この納付書は、3枚1組の複写式となって

いますので、切り離さずに提出してくだ

さい。 

円 
取りまとめ局   

上記のとおり通知します。(都道府県保管) 
  

上記のとおり納付します。 金融機関又は

郵便局保管 
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第16号の4の2様式記載要領 

 1 この納付書は、道府県たばこ税に係る地方団体の徴収金を申告納付の方法により納

付する場合に使用すること。 

 2 各片は、1辺をのり付けその他の方法により接続するものとすること。 

 3 各片に共通する事項(あらかじめ印刷されている事項を除く。)は、複写により記載す

るものとすること。 

 4 ※印の欄は、記載しないこと。 

 備考 eL-QRは、第三片に記載されている「eL-QR」の上部に印字すること。 

第
十
六
号
の
五
様
式
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格

Ａ
４
）
（
第
八
条
の
六
・
第
八
条
の
七
・
第
八
条
の
九
・

第
十
六
条
の
二
の
五
・
第
十
六
条
の
四
関
係
）

第十六号の五様式(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の六・第八条の七・第八条の九・第十六条の二の五・第十

六条の四関係) 

           返還に係る製造たばこの明細書 

  ※
処

理

事

項 

事業者コード 
処理
区分 

申告
区分 申告者の氏名又は名称 

      

                            

予備 申告年月日 個人番号又は法人番号 

   ↓個人番号の記載に当たっては、左端を空欄とし、ここから記載してください。 
    

                          
                

    枚のうち 
令和 

  
年 

  
月申告分     

  枚 目 
        

      
品 目 数 量 

  返還の理由及びその他
参考となるべき事項 

    十億 百万 千 本(g) 
． 
  

                        
            

． 
                        

            
． 

                        
            

． 
                        

            
． 

                        
            

． 
                        

            
． 

                        
            

． 
                        

            
． 

                        
            

． 
                        

            
． 

                        
            

． 
                        

            
． 

                        
            

． 
                        

            
． 

                        
            

． 
                        

            
． 

                        
            

． 
                        

            
． 

                        
            

． 
                        

            
． 

                        
            

． 
                        

            
． 

                        
            

． 
                        

 

第十六号の五様式(入力用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の六・第八条の七・第八条の九関係) 

 

  
事業者コード 

処理
区分 

申告
区分 

      

1       11 13  

    
サ 

    

  23 26  

19 

21 

  31 

20 

22 

  23 

        

  

 
シ 

                    15     17 

    

24                       26     30           42 43 

  
01 

                  

02               

03               

04               

05               

06               

07               

08               

09               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

16               

17               

18               

19               

20               

21               

22               

23               

24               

 

 

第16号の5様式記載要領 

 1 この明細書は、小売販売業者から返還を受けた製造たばこについて、法第74条の14

第1項の規定による控除若しくは同条第2項の規定による還付又は法第477条第1項の規

定による控除若しくは同条第2項の規定による還付を受けようとする場合に使用する

こと。 

 2 この明細書は、第16号様式の申告書・修正申告書、第16号の3様式の申告書・修正申

告書若しくは第16号の7様式の申告書又は第34号の2様式の申告書・修正申告書、第34

号の2の2様式の申告書・修正申告書若しくは第34号の2の6様式の申告書に添付するこ

と。 

 3 ※印の欄は、記載しないこと。 

 4 「個人番号又は法人番号」欄には、申告者が個人の場合は個人番号(行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人

番号をいう。)を記載し、法人の場合には法人番号(同条第15項に規定する法人番号を

いう。)を記載すること。 

 5 「数量」の欄は、紙巻たばこ及び法第74条の4第2項ただし書に規定する葉巻たばこ

については本数を、紙巻たばこ以外の製造たばこ(同項ただし書に規定する葉巻たばこ

を除く。)については重量(加熱式たばこの場合には、同条第3項第1号に規定する加熱

式たばこの重量とする。)を記載すること。 

  この場合において、重量について0．1グラム未満の端数があるときは、その端数を

切り捨てること。 

 6 製造たばこの区分ごとの小計(法第74条の4第2項の表の上欄に掲げる製造たばこ(同

項ただし書に規定する葉巻たばこを除く。)にあっては、区分ごとの重量の小計を紙巻

たばこの本数に換算したもの(この数値に小数点以下1位未満の端数があるときは、その

端数を切り捨て、小数点以下1位まで算出したもの)とし、加熱式たばこにあっては、同

条第3項の規定により換算した紙巻たばこの本数の合計数とする。)及びその合計を末尾

の欄に記載すること。 

 7 市町村たばこ税については、(提出用)のみを使用すること。 
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第
十
六
号
の
六
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第

八
条
の
八
・
第
十
六
条
の
三
関
係
）

第十六号の六様式(用紙日本産業規格A4)(第八条の八・第十六条の三関係) 

  道府県たばこ税 

市町村たばこ税 
特例期限適用申請書 

  
受付印     令和  年  月  日  

※ 
処 理
事 項 

  

  

      総 務 大 臣  殿 

申

請

者 

住 所 又 は 所 在 地 
(電話番号        ) 

氏 名 又 は 名 称   

法 人 番 号 
  

                          

 下記のとおり地方税法 

第7 4条の10第3

項 

第 4 7 3 条第 2項 

の規定による指定を受けたいので、 

申請します。 

政令第39条の11第1号イの製造たばこの本数の合計

数 
  本 

政令第39条の11第1号ロの市町村及び特別区の各月

における数の合計数 
①   

20,000本×① 本 

法第74条の10第4

項 

法第 4 7 3条第3項 

の規定による取消しを受けたことの有無(有・無) 

(あるときは、取消しの年月日)        

地方税の滞納処分を受けたことの有無(有・無) 
 

(あるときは、滞納処分の年月日)        

地方税に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は法第

22条の28第1項の規定により通告処分(科料に相当する金額に係る通

告処分を除く。)を受けたことの有無(有・無) 

(あるときは、刑及びその刑の確定の年月日又は処分及びその処分の

履行の年月日)        

備 考   

  

第16号の6様式記載要領 

 1 この申請書は、法第74条の10第3項又は法第473条第2項の規定による総務大臣の指

定を受けようとする場合に使用すること。 

 2 ※印の欄は、記載しないこと。 

 3 「法人番号」欄には、申請者が法人の場合は、法人番号(行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号をい

う。)を記載すること。 

第
十
六
号
の
六
様
式
別
表
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）

（
第
八
条
の
八
・
第
十
六
条
の
三
関
係
）

第十六号の六様式別表(用紙日本産業規格A4)(第八条の八・第十六条の三関係) 
 

特 例 期 限 適 用 申 請 に 係 る 明 細 書 
 

申請者の氏名又は名称 

法人番号 

                          

年 月  製造たばこの本 数 市町村及び特別区の数 

・ 
本   

・ 
    

・ 
    

・ 
    

・ 
    

・ 
    

・ 
    

・ 
    

・ 
    

・ 
    

・ 
    

・ 
    

合 計     

 
第16号の6様式別表記載要領 

 1 この明細書は、第16号の6様式の申請書の「政令第39条の11第1号イの製造たばこの

本数の合計数」及び「政令第39条の11第1号ロの市町村及び特別区の各月における数の

合計数①」の各欄に記載された事項について各月ごとの内訳を記載し、同様式の申請書

に添付すること。 

 2 「法人番号」欄には、申請者が法人の場合は、法人番号(行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号をい

う。)を記載すること。 
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第
十
六
号
の
七
様
式
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格

Ａ
４
）
（
第
八
条
の
九
関
係
）

第十六号の七様式(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の九関係) 

道府県たばこ税還付請求申告書 

  

受付印 

  ※
処

理

事

項 

整理番号 事務所 
処理

区分 
区
分 

事 業 者 コ ー ド 
申告

区分 
予 備 

  令和  年  月  日    
            

知事殿  

発 信 年 月 日 
申告年月日 

通 信 日 付 印 確認 

    
  

          

申

告

者 

住 所 又 は 所 在 地 

(電話番号                  )  

氏 名 又 は 名 称   

個人番号又は法人番号 

   ↓ 個人番号の記載に当たっては、左端を空欄とし、ここから記載してください。 

                          

返 還 に 係 る 製 造 た ば こ の 数 量 ①     

十億 百万 千 本 

還 付 を 受 け よ う と す る 金 額 (
1000

① × )   

        円 

   還付を受けようとする金融機関及び

支払方法 

銀行            支店   
 
 
 
  口座番号(普通・当座) 

 

第十六号の七様式(入力用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の九関係) 

  

整 理 番 号 事務所 
処理
区分 

区
分 

事 業 者 コ ー ド 
申告
区分 

予 備 

      ス       
                                                          

1 7 10 12 23 25 30 

31 36 

  

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  12 13 15 27 

  セ   

01           

  

02           

 

第16号の7様式記載要領 

 1 この申告書は、法第74条の10第5項の規定により還付を受けようとする場合に使用す

ること。 

 2 ※印の欄は、記載しないこと。 

 3 「個人番号又は法人番号」欄には、申告者が個人の場合は個人番号(行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人

番号をいう。)を記載し、法人の場合には法人番号(同条第15項に規定する法人番号をい

う。)を記載すること。 

 4 製造たばこの数量を記載する場合において1本未満の端数があるときは、その端数を

切り捨てること。 

 5 「還付を受けようとする金額」の欄は、「返還に係る製造たばこの数量」の欄の記載

に係る製造たばこについて法第74条の14第1項の規定により控除を受けるべき金額に相

当する金額を記載すること。 

第
十
六
号
の
八
様
式
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格

Ａ
４
）
（
第
八
条
の
十
関
係
）

第十六号の八様式(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の十関係) 

営 業 の 開 廃 等 の 報 告 書 

  

 
 
 
 

受付印 

 
下記のとおり地方税法 

第74条の16第1項 
 

第74条の16第2項 

 
の規定により報告します。 

  

令和  年  月  日  
 
 

知事殿  

※
処
理
事
項 

事 業 者 コ ー ド 
処 理

区 分 

    

                        

フリガナ   

 特定販売業者又

は卸売販売業者

の氏名又は名称 

  

個人番号又は法人番号 
   ↓個人番号の記載に当たっては、左端を空欄とし、ここから記載してください。 

  
                          

特 定 販 売 業 者 卸 売 販 売 業 者 小 売 販 売 業 者 

登 録 年 月 日 
営 業 廃 止 又 は

登 録 取 消 年 月 日 
登 録 年 月 日 

営 業 廃 止 又 は

登 録 取 消 年 月 日 
許 可 年 月 日 許 可 取 消 年 月 日 

昭和 
平成 
令和 年 月 日 令和 年 月 日 

昭和
平成 
令和 年 月 日 令和 年 月 日 

昭和
平成 
令和 年 月 日 令和 年 月 日 

事

務

所

又

は

事

業

所 

フリガナ   

名 称   

フリガナ   

所 在 地 
(電話番号             ) 

営業の開始、

廃止等の年月

日 

開 始 年 月 日 廃 止 年 月 日 休 止 期 間 

  

令和 年 月 日 令和 年 月 日 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日まで 

営 業 の 廃 止

及 び 休 止 の

理由 

    

上記の事務所又は事業所の営業区域 

その他参考となるべき事項 

異動年月日 
令和 年 月 日 

報告者 
 
氏 名 
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第十六号の八様式(入力用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の十関係) 

  
事 業 者 コ ー ド 

処 理

区 分  

12 

 

44 

 

 

74 

    

  

13 15 1                         

N1     

S1     

13 15 

 

 

 

  22 23   29 30   36 37   43 44   50 51   56   

N2 

S 

            R             

S 

            R             

S 

            R             H H H 

R R R 

13 15 16   
 

13 
N3   

44 

13 
S2   

74 

13 
N4   

44 

13 
S3   

74 

 
 
 

  N5 R 
  

          R             R             R             

  13 15 16   22 23   29 30   36 37   42   
 
 
 
 
 
 

  
N6 R 

  
        

  

  13 15 16   21   
 

第16号の8様式記載要領 

 1 この報告書は、法第74条の16第1項又は第2項の規定により営業の開廃等の報告をす

る場合に使用すること。 

 2 この報告書は、事務所又は事業所ごとに作成して提出すること。 

 3 ※印の欄は、記載しないこと。 

 4 「個人番号又は法人番号」欄には、報告者が個人の場合は個人番号(行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人

番号をいう。)を記載し、法人の場合には法人番号(同条第15項に規定する法人番号をい

う。)を記載すること。 

 5 「登録年月日」及び「許可年月日」の欄では、昭和、平成、令和のいずれかを丸印

で囲むこと。 

 6 「上記の事務所又は事業所の営業区域」の欄は、営業の開始、廃止又は休止に係る

事務所又は事業所の営業区域に係る都道府県名を記載すること。 

 7 法第74条の16第2項の規定により異動の報告をする場合には、異動事項についてその

内容を記載するとともに、「その他参考となるべき事項」の欄に当該異動事項に係る異

動前の内容を記載すること。 

第
十
六
号
の
九
様
式
　
削
除

第
十
六
号
の
十
様
式
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格

Ａ
４
）
（
第
八
条
の
二
十
八
関
係
）

第十六号の十様式(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係) 

   

 

 

受付印 

  

※ 

事業者コード 
事務所
コード 

処理
区分 

予 備 整理番号 

          

  令和  年  月  日 

 

 

 

 

 

 

知 事 殿 

処

理

事

項 

発 信 年 月 日 
申告年月日 

  
通信日付印 確認印 

              

  

              

個 人 番 号 又 は 法 人 番 号  
                          

(右詰で記載) 

登 録 特 別 徴 収 義 務 者 の

登録番号及び氏名又は名称 

第     号 

登 録 特 別 徴 収 義 務 者 の

住 所 又 は 所 在 地 

  

この申告に応答する係及

び 氏 名 並 び に 電 話 番 号 
(電話             )  

  

令和 
  

年 
  

月分軽油引取税納入申告書 

  

   月中における引渡しに係る軽油の納入数量 (ア) 
      リットル 

 ． 

課
税
対
象
と
な
ら
な
い
数
量 

法第144条の2の規定によって除外される軽油の数量 (イ) 
      

 ． 

法第144条の5第1号の規定によって課税免除される

軽油の数量 
(ウ) 

      

 ． 

法第144条の5第2号の規定によって課税免除される

軽油の数量 
(エ) 

      

 ． 

免税証による軽油の納入数量 (オ) 
      

 ． 

合衆国軍隊等への軽油の納入数量 (カ) 
      

 ． 

小 計      (イ)＋(ウ)＋(エ)＋(オ)＋(カ) (キ) 
      

 ． 

  差 引 計       (ア)－(キ) (ク) 
      

 ． 

  欠 減 量       (ク)× ( ) (ケ) 
      

 ． 

  再 差 引 計       (ク)－(ケ) (コ) 
      

 ． 

  この申告によって納入すべき軽油引取税額      円×(コ) (サ) 
      円 

申告期限 

  

添
付
書
類 

(イ)、(ウ)、(エ)及び(カ)の数量を証する書

面並びに(オ)の数量に対応する免税証 

    年   月   日 
  

納入予定日 

  

    年   月   日 
  

 

  添付免税証 

  枚(     リットル分) 
 

第十六号の十様式(入力用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係) 
 
       1       7           17     22 23 28 30               43 

  様 式 区 分 事 業 者コ ー ド 事務所コード 
処理
区分 

カード
区分 

予 備 整 理 番 号 

1 6 1 0 0 0 
      

0 0 
    

 

44 
  

49 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     24         26 

        

 

                               28  30                  43 

28 30      32      34 

01 
      

 ． 

02 
      

 ． 

03 
      

 ． 

04 
      

 ． 

05 
      

 ． 

06 
      

 ． 

07 
      

 ． 

08 
      

 ． 

09 
      

 ． 

10 
      

 ． 

  
11 

        

28  30               41 
12 

            

  
            

  36      38      40  41 
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第16号の10様式記載要領 

 1 この申告書は、引渡しに係る軽油の納入地所在の道府県ごとにその道府県知事に1通

提出すること。 

 2 ※印の欄は、記載しないこと。 

 3 「個人番号又は法人番号」欄には、登録特別徴収義務者の個人番号(行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人

番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。)を記

載すること。「個人番号又は法人番号」欄に個人番号を記載する場合には、左側を1文字

空けて記載すること。 

 4 「 月中における引渡しに係る軽油の納入数量(ア)」欄は、当該申告すべき月の前月

において現実の納入を伴う軽油の引渡しを行った数量を記載すること。 

 5 「法第144条の2の規定によって除外される軽油の数量(イ)」欄は、当該申告すべき

月の前月において元売業者が他の元売業者及び特約業者に現実の納入を伴う引渡しを

行った数量を記載すること。 

 6 「法第144条の5第1号の規定によって課税免除される軽油の数量(ウ)」欄は、当該申

告すべき月の前月において輸出として現実の納入を伴う引渡しを行った数量を記載す

ること。 

 7 「法第144条の5第2号の規定によって課税免除される軽油の数量(エ)」欄は、課税済

の軽油に係る現実の納入を伴う引渡しを行った数量を記載すること。 

 8 課税対象とならない数量については、必ず、これらの数量を証する書面及び免税証

を添付すること。 

第
十
六
号
の
十
様
式
別
表
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業

規
格
Ａ
４
）
（
第
八
条
の
二
十
八
関
係
）

第十六号の十様式別表(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係) 

軽 油 の 納 入 数 量 明 細 書 

 

 

 

 

   (   月   日  ～     月   日) 

※

処

理

事

項 

事 業 者 コ ー ド 
事務所
コード 

処理
区分 

予 備 整理番号 

          
    

申告年月日 
        

            

登録特別徴収義務者の

氏 名 又 は 名 称 
  

登録特別徴収義務者の

住 所 又 は 所 在 地 
  

令和 
 

年 
 

月分 
  枚のうち 

  枚 目 

納 入 を 受 け た 者 納 入 数 量 引渡しに係る軽油

の納入を行った者 

  

氏 名 又 は 名 称 
  

納 入 地   うち課税対象とならない数量 ※ コ ー ド ※ コ ー ド 

  
  

  
         ．リットル 

  
  

※          ． ※ 

  
  

  
       ． 

  
  

※          ． ※ 

  
  

  
       ． 

  
  

※          ． ※ 

  
  

  
       ． 

  
  

※          ． ※ 

  
  

  
       ． 

  
  

※          ． ※ 

  
  

  
       ． 

  
  

※          ． ※ 

  
  

  
       ． 

  
  

※          ． ※ 

  
  

  
       ． 

  
  

※          ． ※ 

  
  

  
       ． 

  
  

※          ． ※ 

計 
       ． 

  
         ． 

 

第十六号の十様式別表(入力用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係) 

  1 7 17 22 23 32 34 47 

  
様式区分 事業者コード 

事務所
コード 

処理
区分 

カード
区分 

予 備 整理番号 

1 6 1 0 0 1       0 0     
        

 

48       
            

53 

 

 

  24   26   54  57 

            

            
  28  31 

 

  44 57   

  
32 34 43 

  
        ．   72 81 

01   58       ． 71     

  
  

  
        ．     

02         ．       

  
  

  
        ．     

03         ．       

  
  

  
        ．     

04         ．       

  
  

  
        ．     

05         ．       

  
  

  
        ．     

06         ．       

  
  

  
        ．     

07         ．       

  
  

  
        ．     

08         ．       

  
  

  
        ．     

09         ．       

  
  

  
        ． 

  10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9       ． 

  71 

 

第16号の10様式別表記載要領 

 1 この明細書は、第16号の10様式の申告書の「 月中における引渡しに係る軽油の納入数量(ア)」欄の記載に係る軽油の納入数量の内訳

を記載し、同様式の申告書に添付すること。 

 2 ※印の欄は、記載しないこと。 

 3 「納入地」欄は、納入を受けた者が石油製品の販売業者である場合には、その者の事務所又は事業所所在地を記載すること。 

 4 「うち課税対象とならない数量」欄は、「納入数量」欄のうち、地方税法(以下「法」という。)第144条の2、法第144条の5、法第144条

の6又は法附則第12条の2の7の規定により課税対象とならない数量を記載すること。 

 5 「引渡しに係る軽油の納入を行った者」欄は、当該引渡しに係る軽油について納入を行った者の氏名又は名称を事務所又は事業所ごと

に記載すること。 

298



第
十
六
号
の
十
一
様
式
（
第
八
条
の
二
十
八
関
係
）

第十六号の十一様式(第八条の二十八関係) 
  
 

備考 アルミはく製とし、板面地色は銀色とし、「軽」の模様と枠は緑色とし、文字は黒色とすること。 

第
十
六
号
の
十
二
様
式
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規

格
Ａ
４
）
（
第
八
条
の
二
十
八
関
係
）

第十六号の十二様式(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係) 

  

 
 

受付印 

  軽油引取税納付申告書 

        (令和    年    月    日 ～    月    日分) 

 
 

事業者コード 事務所コード 処理区分 予 備 整 理 番 号 

          
                                                                  

  

 令和  年  月  日 
 
 
 

殿      

※
処
理
事
項 

発 信 年 月 日 
申告年月日 

  
通信日付印 確認印 

              
                        
  

              
個人番号又は法人番号                           (右詰で記載) 

納税者の氏名又は名称   
この申告に応答する係及

び氏名並びに電話番号 (電話                    ) 

納税者の住所又は所在地   

 

令和   年   月分 

         

課 税 の 区 分 数 量 課 税 の 区 分 数 量 

(ア) 特約業者又は元売

業者が燃料炭化水素油

を自動車の内燃機関の

燃料として販売した場

合 

販売した燃料炭化水素油の数量 ①       
リットル 
 ． 

(オ) 特別徴収義務者が

軽油を自ら消費した場

合 

消費した軽油の数量 ⑯       
リットル 
 ． 

控
除
分 

①のうち譲渡の承認を受けた燃料炭化水素油に含まれ
ている既に軽油引取税が課され又は課されるべき軽油
の数量 

②       
 ． 

控
除
分 

⑯のうち免税用途に供した軽油の数量 
  (免税用途：          用) 

⑰       
 ． 

①のうち譲渡の承認を受けた燃料炭化水素油に含まれ
ている既に揮発油税が課され又は課されるべき揮発油
の数量 

③       
 ． 

⑯－⑰のうち既に軽油引取税が課され又は課されるべ
き軽油の数量 

⑱       
 ． 

差 引 計  ①－②－③ (ア)     
 ． 

⑯－⑰のうち既に揮発油税が課され又は課されるべき
揮発油の数量 

⑲       
 ． 

(イ) 石油製品販売業者

が、軽油に軽油以外の

炭化水素油を混和し若

しくは軽油以外の炭化

水素油と軽油以外の炭

化水素油を混和して製

造された軽油を販売し

た場合又は燃料炭化水

素油を自動車の内燃機

関の燃料として販売し

た場合 

販売した軽油又は燃料炭化水素油の数量 ④       
 ． 

差 引 計  ⑯－⑰－⑱－⑲ (オ)     
 ． 

控
除
分 

④のうち製造の承認を受けた軽油に含まれている既に
軽油引取税が課され又は課されるべき軽油の数量 

⑤       

 ． 

(カ) 免税軽油の引取り
を行った者が他の者に
その軽油を譲渡した場
合 

譲渡した軽油の数量 ⑳ (カ)     

 ． 

④のうち製造の承認を受けた軽油に含まれている既に
揮発油税が課され又は課されるべき揮発油の数量 

⑥       

 ． 

(キ) 免税軽油の引取り
を行った者が免税用途
以外の用途に供するた
めその軽油を自ら消費
した場合 

消費した軽油の数量  (キ)     

 ． 

④のうち譲渡の承認を受けた燃料炭化水素油に含まれ
ている既に軽油引取税が課され又は課されるべき軽油
の数量 

⑦       
 ． 

(ク) 特別徴収義務者以

外の者が軽油を製造し

てその軽油を自ら消費

し又は他の者に譲渡し

た場合 

消費又は譲渡した軽油の数量        
 ． 

④のうち譲渡の承認を受けた燃料炭化水素油に含まれ
ている既に揮発油税が課され又は課されるべき揮発油
の数量 

⑧       
 ． 

控
除
分 

のうち既に軽油引取税が課され又は課されるべき軽
油の数量        

 ． 

差 引 計  ④－⑤－⑥－⑦－⑧ (イ)     
 ． 

のうち既に揮発油税が課され又は課されるべき揮発
油の数量        

 ． 

(ウ) 自動車の保有者が

炭化水素油を自動車の

内燃機関の燃料として

消費した場合(道路を

運行した分に限る。) 

消費した炭化水素油の数量 ⑨       
 ． 

差 引 計  － －  (ク)     
 ． 

控
除
分 

⑨のうち消費の承認を受け又は自動車用炭化水素油譲
渡証の交付を受けた燃料炭化水素油に含まれている既
に軽油引取税が課され又は課されるべき軽油の数量 

⑩       
 ． 

(ケ) 特別徴収義務者以
外の者が軽油を輸入し
た場合 

輸入した軽油の数量  (ケ)     
 ． 

⑨のうち消費の承認を受け又は自動車用炭化水素油譲
渡証の交付を受けた燃料炭化水素油に含まれている既
に揮発油税が課され又は課されるべき揮発油の数量 

⑪       
 ． 

合 計    (ア)＋(イ)＋(ウ)＋(エ)＋(オ)＋(カ)＋(キ)＋(ク)＋(ケ)      
 ． 

差 引 計  ⑨－⑩－⑪ (ウ)     
 ． 

納付すべき軽油引取税額 円 ×        
円 

(エ) 特別徴収義務者が

その特別徴収の義務が

消滅した時に軽油を所

有していた場合(引渡

しを行った軽油につ

き、現実の納入が行わ

れていない場合を含

む。) 

所有に係る軽油の数量 ⑫       
 ． 

  

控
除
分 

⑫のうち既に軽油引取税が課され又は課されるべき軽
油の数量 

⑬       
 ． 

⑫のうち元売業者が納期限までに他の元売業者に引き
渡した軽油の数量 

⑭       
 ． 

⑫のうち特別徴収義務者として指定されている相続人
又は合併後存続する法人等に承継された軽油の数量 

⑮       
 ． 

  

添付免税証 

 

  枚(    リットル分) 差 引 計  ⑫－⑬－⑭－⑮ (エ)     
 ． 

 

第十六号の十二様式(入力用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係) 

  1 7 17 22 23 28 30 43 

  
様式区分 事業者コード 

事務所
コード 

処理
区分 

カード
区分 

予 備 整理番号 

1 6 1 2 0 0       0 0     
        

 

 

44       49 
            

 

 

 

 

  24   26 

        

        
 
  28 30   43   28 30   43 

  

01        ． 

  

20        ． 

02        ． 21        ． 

03        ． 22        ． 

04        ． 23        ． 

05        ． 24        ． 

06        ． 25        ． 

07        ． 26        ． 

08        ． 27        ． 

09        ． 28        ． 

10        ． 29        ． 

11        ． 30        ． 

12        ． 31        ． 

13        ． 32        ． 

14        ． 

  

33      ． 

15        ． 28 30 41 

16        ． 

  
17        ． 

18        ． 

19        ． 
 

備 考 

1 ※印の欄は、記載しないこと。 

2 「個人番号又は法人番号」欄には、納税者の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5

項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。)を記載すること。「個人番号又は法人番号」

欄に個人番号を記載する場合には、左側を1文字空けて記載すること。 

3 「課税の区分」欄に記載された事由のいずれか一に該当する者は、地方税法第144条の18の規定によって、この申告書を下記によりそれぞ

れの提出期限までに申告し、当該税額を当該道府県知事に納付する義務があること。 

課税の区分 申 告 者 提 出 期 限 納 税 地 

(ア) 販売した月の翌月末日 特約業者又は元売業者の事業所所在地 

(イ) 販売した月の翌月末日 石油製品販売業者の事業所所在地 

(ウ) 消費した月の翌月末日 自動車の主たる定置場所在地 

(エ) 特別徴収の義務が消滅した月の翌月末日 所有者の事務所又は事業所で当該軽油を直接管理するものの所在地 

(オ) 消費した月の翌月末日 消費について直接関係を有する事務所又は事業所所在地 

(カ) 譲渡した日から30日以内 免税証を交付した道府県 

(キ) 消費した日から30日以内 免税証を交付した道府県 

(ク) 消費又は譲渡した月の翌月末日 消費又は譲渡について直接関係を有する事務所又は事業所所在地 

(ケ) 輸入の時 輸入について直接関係を有する事務所又は事業所所在地 

4 「課税の区分」欄のうち、(カ)欄又は(キ)欄に該当する者は、下記の事項を記載した書面を添付すること。 

 (1)、(カ)欄に該当する者…譲渡年月日 

 (2)、(キ)欄に該当する者…消費年月日 

5 「課税の区分」欄のうち、該当しない欄については、その「数量」欄に斜線を引いておくこと。 

6 「数量」欄のうち、「控除分」欄に記載した軽油等の数量については、必ず、製造等承認証、自動車用炭化水素油譲渡証等それらの数量を

証する書面若しくはその写し又は免税証を添付すること。 
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第
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十
二
様
式
別
表
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ

４
）
（
第
八
条
の
二
十
八
関
係
）

第十六号の十二様式別表(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係) 
 

  輸 入 数 量 明 細 書 

※
処
理
事
項 

事 業 者 コ ー ド 事務所コード 処理区分 予 備 整 理 番 号 

納税者の氏名又は名称           

申 告 年 月 日 
  

  

輸 入 申 告 に 係 る 税 関       

輸 入 港 名       

輸 入 申 告 年 月 日 令和   年   月   日 

輸入する軽油に係る関税

定率法別表の品名 
      

輸入する軽油に係る輸入

統計品目表の統計番号及

び数量 

  

  2 7 1 0 ． 1 9         (        リットル)  

  

  2 7 1 0 ． 1 9         (        リットル)  

  

  2 7 1 0 ． 1 9         (        リットル)  

  

輸入する軽油の合計数量 リットル   

その他参考となる事項   

 

第16号の12様式別表記載要領 

 1 この明細書は、特約業者及び元売業者以外の者が、法第144条の18第1項(同項第7号に該当する場合に限る。)の規定により提出する第1

6号の12様式の申告書に添付すること。 

 2 ※印の欄は、記載しないこと。 

 3 「輸入申告に係る税関」欄は、輸入(納税)申告書を提出する税関官署の名称(支署・出張所の場合にあっては、その名称)を記載すること。 

 4 「輸入港名」欄は、輸入する軽油が船卸しされる予定の港名又は船卸しされた港名を記載すること。 

 5 「輸入申告年月日」欄は、輸入申告を行う予定日又は輸入申告を行った日を記載すること。 

 6 「輸入する軽油に係る関税定率法別表の品名」欄は、輸入する軽油に係る関税定率法別表に掲げる石油製品の種別(同表に掲げる灯油・

軽油・重油・粗油等の別)を記載すること。 

 7 「輸入する軽油に係る輸入統計品目表の統計番号及び数量」欄は、輸入統計品目表(関税法第102条の規定に基づく輸出統計品目表及び

輸入統計品目表(昭和62年大蔵省告示第94号)の輸入統計品目表をいう。)の分類に基づき、2710．19の6桁の番号に続く3桁の細分番号を記

載し、また、その数量を統計番号ごとに記載すること。 

 8 「その他参考となる事項」欄は、輸入する軽油の特定に必要な事項等を記載すること。 
 

第
十
六
号
の
十
三
様
式
（
第
八
条
の
二
十
八
関
係
）

第十六号の十三様式(第八条の二十八関係) 
 
表 

 

 

縦 

六
十
六
・
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル 

 

横 

百
十
五
・
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル 

裏 

      

地
紋 

幾
何
学
的
精
密
彫
刻
機
に
よ
る
も
の 

 
 

刷
色 

菜
種
色 

  
 販売業者の氏名又は名称                   

 上記販売業者から免税軽油の引取りを行いました。 

    令和  年  月  日 

 住 所 

 業種名及び氏名 

  

  
注意 

 1 免税証に交付印のないものは無効です。 

 2 免税証を他人に譲り渡した場合には罰せられます。 

 3 免税軽油を他人に譲り渡す場合は、あらかじめ知事に届け出て承認

を受けてください。承認を受けないで譲り渡した場合には罰せられま

す。 

備考 1 道府県は、10,000リットル、5,000リットル、1,000リットル、500

リットル、200リットル、100リットル、50リットル、20リットル、1

8リットル、10リットル、5リットル及び1リットルの免税証を作成す

ることができる。 

   2 1,000リットル以上の所要数量については、この様式により複写2

連式の免税証を作成することができる。 

   3 免税証の交付に当たっては、一連の番号を付すこと。 

   4 法第144条の6又は法附則第12条の2の7第1項各号の免税軽油の引

取りの別に次の様式の交付印を押印すること。 

 

 

 寸法 直径36ミリメートル 

   なお、「(業種名)」の欄には、次の業種区分により略称を記載すること。 

業 種 略 称 

法第144条の6に掲げるもの 石 油 化 学 製 品 製 造 業 石化 

 

業 種 略 称 

法附則第12条の2の7第1項第1号に掲げるもの 漁 船 漁 

漁 船 以 外 の 船 舶 船 

法附則第12条の2の7第1項第2号に掲げるもの 自 衛 隊 等 自 

法附則第12条の2の7第1項第3号に掲げるもの 鉄道用車両・軌道用車両 軌 

法附則第12条の2の7第1項第4号に掲げるもの 農 業 等 農 

林 業 等 林 

法附則第12条の2の7第1項第5号に掲げるもの セ メ ン ト 製 品 製 造 業 セ 

生 コ ン ク リ ー ト 製 造 業 生 

鉱 物 の 掘 採 事 業 鉱 

と び ・ 土 工 工 事 業 と 

鉱 さ い バ ラ ス 製 造 業 バ 

港 湾 運 送 業 港 

倉 庫 業 倉 

貨 物 利 用 運 送 事 業 等 貨 

航 空 運 送 サ ー ビ ス 業 空 

廃 棄 物 処 理 事 業 廃 

木 材 加 工 業 木加 

木 材 市 場 業 木市 

堆 肥 製 造 業 肥 

索 道 事 業 索 
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第
十
六
号
の
十
四
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）

（
第
八
条
の
二
十
八
関
係
）

第十六号の十四様式(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係) 

  
軽油引取税の 

還 付 

納入義務の免除 
申請書 

※ 
処理
事項 

    
  
受付印 

  令和  年  月  日 ※
処
理
事
項 

発 信 年 月 日 

  

知 事 殿  

通信日付印 確認印 

    

個人番号又は法人番号                           

特別徴収義務者の住所
及び氏名(法人にあって
は法人の名称及び代表
者の氏名) 

〒 
 
 

(電話          ) 

軽 油 の 納 入 地 
〒 
 

(電話      ) 

この申請に
応答する係
及び氏名 (電話     ) 

課税標準となる軽油の

総量 

リットル 還付又は納入義務の
免除を受けようとす
る額の総額 

円 

区 分 年 月分 年 月分 年 月分 年 月分 

還付又は納入義務の免

除の別 
        

引き渡した軽油の金額 

(ア) 
円 円 円 円 

(ア )のうち既に受け

取った金額 
円 円 円 円 

課税標準となる軽油の

数量      (イ) 
リットル リットル リットル リットル 

納 入 す べ き 税 額 

(イ)×税率   (ウ) 
円 円 円 円 

(ウ)のうち既に納入し
た税額 
納 入 年 月 日 

円 

年 月 日 

円 

年 月 日 

円 

年 月 日 

円 

年 月 日 

還付又は納入義務の免

除を受けようとする額 
円 円 円 円 

軽油の引取者の住所及
び氏名(法人にあっては
法人の名称及び代表者
の氏名) 

  

還付又は納入義務の免

除を受けようとする理

由 

  

その他参考となる事由   

 

第16号の14様式記載要領 

 1 この申請書は、地方税法(以下「法」という。)第144条の30第1項の規定の適用を受

けようとする場合に特別徴収義務者からの引取りに係る軽油の納入地所在の道府県ご

とにその道府県知事に1通提出すること。 

 2 ※印の欄は記載しないこと。 

 3 「個人番号又は法人番号」欄には、特別徴収義務者の個人番号(行政手続における特

定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号

をいう。以下同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。)を記載す

ること。「個人番号又は法人番号」欄に個人番号を記載する場合には、左側を1文字空

けて記載すること。 

 4 「課税標準となる軽油の総量」及び「課税標準となる軽油の数量(イ)」の欄は、法第

144条の14第3項の欠減量を控除後の数量を記載すること。 

 5 「その他参考となる事由」の欄は、販売契約の解除により軽油が返還された場合、

引き渡した軽油が免税証の交付を受けている者によって免税用途に供された場合、徴

収猶予を受けている場合等に記載すること。 

 6 この申請書には、軽油引取税の還付又は納入義務の免除を受けようとする理由を証

する書類を添付すること。 
 

第
十
六
号
の
十
五
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）

（
第
八
条
の
二
十
八
関
係
）

第十六号の十五様式(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係) 
 

免税軽油譲渡届出書 
 

令和  年  月  日  
 
     知事 殿 

申

請

者 

住所又は事務所若しくは

事業所所在地 
 

氏 名 又 は 名 称   

免税軽油使用者証の番号 道府県第        号 

譲 渡 す る 数 量 リットル 

譲
り
受
け
る
者 

免
税
軽
油
を 

住所又は事務所若しくは

事業所所在地 
 

氏 名 又 は 名 称  

譲 渡 を す る 日 又 は 予 定 日 令和   年   月   日 

 上記のとおり、免税軽油の譲渡をしたいので承認を受けたく届出いたします。 
 

第十六号の十五様式(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係) 
 

免税軽油譲渡承認書 
 
 (申請者の氏名又は名称)                    の 
 
 
  免 税 軽 油                  リットルにつき 
 
 
 (譲 受 人)                     に譲渡を 
 
 することを承認いたします。 
 

道府県第     号  
 
  令和  年  月  日 
 

知 事    印  
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第
十
六
号
の
十
六
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）

（
第
八
条
の
二
十
八
関
係
）

第十六号の十六様式(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係) 

  
※
処
理
事
項 

審査 交付     証の番号 

        第  号 

  

受付印 

  年  月  日  まで有効 

  
令和  年  月  日 

免税軽油使用者証交付申請書(その1) 

知 事 殿  

個人番号又は法人番号                           

住所又は事務所若しくは

事業所所在地 
  

業 種   

氏 名 又 は 名 称   

この申請に応答する係及

び氏名並びに電話番号 (電話      ) 

機
械
、
車
両
又
は
設
備
の
明
細 

所 在 地           

名 称 No. No. No. No. No. 

所有者の氏名又は名称           

型 式           

軸 馬 力           

燃 焼 方 式           

台 数           

用 途           

年 間 見 込 所 要 数 量 
リットル リットル リットル リットル リットル 

年 間 見 込 所 要 数 量 合 計 
リットル 

第16号の16様式記載要領 
 1 この申請書は、地方税法第144条の21第2項の規定により新たに免税軽油使用者証の交

付を申請する場合において、交付を受けようとする道府県知事に1通提出すること。 
 2 「※処理事項」欄は、申請者において記載することを要しないこと。 
 3 「個人番号又は法人番号」欄には、申請者の個人番号(行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下
同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。)を記載すること。「個
人番号又は法人番号」欄に個人番号を記載する場合には、左側を1文字空けて記載する
こと。 

 4 この申請に応答する係については、機械、車両又は設備について詳細に説明できる者
を記載すること。 

 5 機械、車両又は設備の明細については、詳細に記載すること。 
 6 免税証の交付を申請する者が他の者の所有に係る機械、車両又は設備を使用している

場合においては、これを証する書面を添付すること。 
 7 「型式」欄には、製作所名及び機械、車両又は設備の通常称されている型の名称を記

載すること。 
 8 「免税軽油使用者証交付申請書(その2)」は、申請者の機械の台数に応じ使用すること。 

第十六号の十六様式(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係) 

 

免税軽油使用者証交付申請書(その2) 

機
械
、
車
両
又
は
設
備
の
明
細 

所 在 地           

名 称 
No. No. No. No. No. 

所有者の氏名又は名称           

型 式           

軸 馬 力           

燃 焼 方 式           

台 数           

用 途           

年 間 見 込 所 要 数 量 リットル リットル リットル リットル リットル 

 

機
械
、
車
両
又
は
設
備
の
明
細 

所 在 地           

名 称 
No. No. No. No. No. 

所有者の氏名又は名称           

型 式           

軸 馬 力           

燃 焼 方 式           

台 数           

用 途           

年 間 見 込 所 要 数 量 リットル リットル リットル リットル リットル 

 

第
十
六
号
の
十
六
の
二
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ

４
）
（
附
則
第
四
条
の
八
関
係
）

第十六号の十六の二様式(用紙日本産業規格A4)(附則第四条の八関係) 

  
※
処
理
事
項 

審査 交付     証の番号 

        第  号 

  

受付印 

  年  月  日  まで有効 

  
令和  年  月  日 

免税軽油使用者証交付申請書(その1) 

知 事 殿  

住所又は事務所若しくは

事業所所在地 
  

業 種   

氏 名 又 は 名 称   

この申請に応答する係及

び氏名並びに電話番号 (電話      ) 

機
械
、
車
両
又
は
設
備
の
明
細 

所 在 地           

名 称 No. No. No. No. No. 

所有者の氏名又は名称           

型 式           

軸 馬 力           

燃 焼 方 式           

台 数           

用 途           

年 間 見 込 所 要 数 量 
リットル リットル リットル リットル リットル 

年 間 見 込 所 要 数 量 合 計 リットル 

第16号の16の2様式記載要領 
 1 この申請書は、地方税法附則第12条の2の7第2項の規定により新たに免税軽油使用者証

の交付を申請する場合において、交付を受けようとする道府県知事に1通提出すること。 
 2 「※処理事項」欄は、申請者において記載することを要しないこと。 
 3 この申請に応答する係については、機械、車両又は設備について詳細に説明できる者

を記載すること。 
 4 機械、車両又は設備の明細については、詳細に記載すること。 
 5 免税証の交付を申請する者が他の者の所有に係る機械、車両又は設備を使用している

場合においては、これを証する書面を添付すること。 
 6 「型式」欄には、製作所名及び機械、車両又は設備の通常称されている型の名称を記

載すること。 
 7 「免税軽油使用者証交付申請書(その2)」は、申請者の機械の台数に応じ使用すること。 

第十六号の十六の二様式(用紙日本産業規格A4)(附則第四条の八関係) 

 

免税軽油使用者証交付申請書(その2) 

機
械
、
車
両
又
は
設
備
の
明
細 

所 在 地           

名 称 
No. No. No. No. No. 

所有者の氏名又は名称           

型 式           

軸 馬 力           

燃 焼 方 式           

台 数           

用 途           

年 間 見 込 所 要 数 量 リットル リットル リットル リットル リットル 

 

機
械
、
車
両
又
は
設
備
の
明
細 

所 在 地           

名 称 
No. No. No. No. No. 

所有者の氏名又は名称           

型 式           

軸 馬 力           

燃 焼 方 式           

台 数           

用 途           

年 間 見 込 所 要 数 量 リットル リットル リットル リットル リットル 
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第
十
六
号
の
十
七
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）

（
第
八
条
の
二
十
八
関
係
）

第十六号の十七様式(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係) 

  
※
処
理
事
項 

審査 交付     証の番号 

        第  号 

  
受付印 

  年   月   日 まで有効 

  令和   年   月   日  
免 税 軽 油 使 用 者 証 共 同 交 付 申 請 書 

知 事 殿  

代 表 者 の 個 人 番 号

又 は 法 人 番 号 

代表者の住所又は事務所若しく

は事業所所在地 
業 種 代表者の氏名又は名称 

この申請に応答する係及び氏名並

びに電話番号 

                                
(電話     ) 

免 税 軽 油 使 用 者 機 械 、 車 両 又 は 設 備 の 明 細 

用 途 
 年間見込

所要数量   住所又は事務所若しくは
事業所所在地 

氏名又は名称 所在地 名 称 型 式 軸馬力 燃焼方式 台 数 

      No.           リットル 

      No.           リットル 

      No.           リットル 

      No.           リットル 

      No.           リットル 

年 間 見 込 所 要 数 量 合 計 リットル 

 

第16号の17様式記載要領 

    1 この申請書は、地方税法第144条の21第2項の規定により新たに免税軽油使用者証の交付を申請する場合において、代表者が交付

を受けようとする道府県知事に1通提出すること。 

    2 「※処理事項」欄は、申請者において記載することを要しないこと。 

    3 「代表者の個人番号又は法人番号」欄には、代表者の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。)を記載するこ

と。「代表者の個人番号又は法人番号」欄に個人番号を記載する場合には、左側を1文字空けて記載すること。 

    4 この申請に応答する係については、機械、車両又は設備について詳細に説明できる者を記載すること。 

    5 機械、車両又は設備の明細については、詳細に記載すること。 

    6 免税証の交付を申請する者が他の者の所有に係る機械、車両又は設備を使用している場合においては、機械、車両又は設備の所

有者の氏名又は名称を「氏名又は名称」欄に( )書するとともに、これを証する書面を添付すること。 

    7 「型式」欄には、製作所名及び機械、車両又は設備の通常称されている型の名称を記載すること。 

  備 考 「免税軽油使用者」及び「機械、車両又は設備の明細」の欄は、必要に応じ別葉として増やすことができる。 

第
十
六
号
の
十
七
の
二
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ

４
）
（
附
則
第
四
条
の
八
関
係
）

第十六号の十七の二様式(用紙日本産業規格A4)(附則第四条の八関係) 

  
※
処
理
事
項 

審査 交付     証の番号 

        第  号 

  
受付印 

  年  月  日 まで有効 

  令和  年  月  日   
免税軽油使用者証共同交付申請書 

知 事 殿   

代表者の住所又は事務所若しくは事業所所在

地 
業 種 代表者の氏名又は名称 

この申請に応答する係及び氏名並びに

電話番号 

      
(電話     ) 

免 税 軽 油 使 用 者 機 械 、 車 両 又 は 設 備 の 明 細 
用 途 

 年間見込

所要数量 住所又は事務所若しくは
事業所所在地 

氏名又は名称 所在地 名 称 型 式 軸馬力 燃焼方式 台 数 

      No.           リットル 

      No.           リットル 

      No.           リットル 

      No.           リットル 

      No.           リットル 

年 間 見 込 所 要 数 量 合 計 リットル 

第16号の17の2様式記載要領 
 1 この申請書は、地方税法附則第12条の2の7第2項の規定により新たに免税軽油使用者証の交付を申請する場合において、代表者が交付を受

けようとする道府県知事に1通提出すること。 
 2 「※処理事項」欄は、申請者において記載することを要しないこと。 
 3 この申請に応答する係については、機械、車両又は設備について詳細に説明できる者を記載すること。 
 4 機械、車両又は設備の明細については、詳細に記載すること。 
 5 免税証の交付を申請する者が他の者の所有に係る機械、車両又は設備を使用している場合においては、機械、車両又は設備の所有者の氏

名又は名称を「氏名又は名称」欄に( )書するとともに、これを証する書面を添付すること。 
 6 「型式」欄には、製作所名及び機械、車両又は設備の通常称されている型の名称を記載すること。 
備 考 
   「免税軽油使用者」及び「機械、車両又は設備の明細」の欄は、必要に応じ別葉として増やすことができる。 

第
十
六
号
の
十
八
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）

（
第
八
条
の
二
十
八
関
係
）

第十六号の十八様式(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係) 
 
 

誓 約 書 
 
 

 私 

 私 共 
は地方税法施行令第43条の15第15項第1号から第4号までのいずれにも該当しな 

 
い者であることを誓約します。 
 

令和  年  月  日  
 
     知 事 殿 
 

氏名又は名称             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
備 考 

 二人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受ける場合にあっては、免税

軽油使用者全員がその氏名又は名称を記載すること。 
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第
十
六
号
の
十
九
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）

（
第
八
条
の
二
十
八
関
係
）

第十六号の十九様式(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係) 
 

表 

令和  年  月  日交付 

道府県 第       号 

 

年  月  日  まで有効  

免 税 軽 油 使 用 者 証 (そ の 1) 

知 事 印  

住所又は事務所若しくは

事業所所在地 
 

業 種  

氏 名 又 は 名 称  

 

機
械
、
車
両
又
は
設
備
の
明
細 

所 在 地      

名 称 No. No. No. No. No. 

所有者の氏名又は名称      

型 式      

軸 馬 力      

燃 焼 方 式      

台 数      

用 途      

記 載 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 

免税軽油使用者の注意事項 

1 この証は、免税軽油をこの証に記載されている機械、車両又は設備の用途に供するこ

とを証明するものですから大切に保管してください。 

2 免税軽油をこの証に記載された機械、車両又は設備の用途以外の用途に供した場合に

は、軽油引取税を道府県に納付しなければなりません。 

3 この証は、次の免税証の交付申請書を提出する場合に提示しなければなりませんから

紛失しないようにしてください。 

4 この証に記載された機械、車両又は設備の全部又は一部について異動を生じた場合に

は道府県知事に届け出てください。 

 

第十六号の十九様式(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係) 

表 

免税軽油使用者証(その2) 

機
械
、
車
両
又
は
設
備
の
明
細 

所 在 地      

名 称 
No. No. No. No. No. 

所有者の氏名又は名称      

型 式      

軸 馬 力      

燃 焼 方 式      

台 数      

用 途      

記 載 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 

 

機
械
、
車
両
又
は
設
備
の
明
細 

所 在 地      

名 称 
No. No. No. No. No. 

所有者の氏名又は名称      

型 式      

軸 馬 力      

燃 焼 方 式      

台 数      

用 途      

記 載 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 

 

裏 

交付を受けた免税証の数量等 

免税証の数量 

リットル リットル リットル リットル 

(

交
付
印) 

(

交
付
印) 

(

交
付
印) 

(

交
付
印) 

所 要 数 量 の

計 算 期 間 

年 月 日から 
 

年 月 日まで 

年 月 日から 
 

年 月 日まで 

年 月 日から 
 

年 月 日まで 

年 月 日から 
 

年 月 日まで 

免税証の数量 

リットル リットル リットル リットル 

(

交
付
印) 

(

交
付
印) 

(

交
付
印) 

(

交
付
印) 

所 要 数 量 の

計 算 期 間 

年 月 日から 
 

年 月 日まで 

年 月 日から 
 

年 月 日まで 

年 月 日から 
 

年 月 日まで 

年 月 日から 
 

年 月 日まで 

免税証の数量 

リットル リットル リットル リットル 

(

交
付
印) 

(

交
付
印) 

(

交
付
印) 

(

交
付
印) 

所 要 数 量 の

計 算 期 間 

年 月 日から 
 

年 月 日まで 

年 月 日から 
 

年 月 日まで 

年 月 日から 
 

年 月 日まで 

年 月 日から 
 

年 月 日まで 

 

第
十
六
号
の
二
十
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）

（
第
八
条
の
二
十
八
関
係
）

第十六号の二十様式(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係) 

表 
 
 令和    年  月  日交付 

 道府県   第       号 
年  月  日  まで有効  

免税軽油共同使用者証 

知 事 印  
 

代表者の住所又は事務所若しくは事業所所在地 業 種 代表者の氏名又は名称 

    

免 税 軽 油 使 用 者 機械、車両又は設備の明細 

住所又は事務所若しくは
事業所所在地 

氏名又は名称 所 在 地 名 称 型 式 軸 馬 力 燃焼方式 台 数 用 途 記載年月日 

   No.      年 月 日 

   No.      年 月 日 

   No.      年 月 日 

   No.      年 月 日 

   No.      年 月 日 

免税軽油使用者の注意事項 

1 この証は、免税軽油をこの証に記載されている機械、車両又は設備の用途に供することを証明するものですから大切に保管してください。 

2 免税軽油をこの証に記載された機械、車両又は設備の用途以外の用途に供した場合には、軽油引取税を道府県に納付しなければなりませ

ん。 

3 この証は、次の免税証の交付申請書を提出する場合に提示しなければなりませんから紛失しないようにしてください。 

4 この証に記載された機械、車両又は設備の全部又は一部について異動を生じた場合には、代表者は道府県知事に届け出てください。 

備 考 

 「免税軽油使用者」及び「機械、車両又は設備の明細」の欄は、必要に応じ別葉として増やすことができる。 
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裏 

交付を受けた免税証の数量等 

免税証の数量 

リットル リットル リットル リットル リットル リットル 

(

交
付
印) 

(

交
付
印) 

(

交
付
印) 

(

交
付
印) 

(

交
付
印) 

(

交
付
印) 

所 要 数 量 の

計 算 期 間 

年 月 日から 
 

年 月 日まで 

年 月 日から 
 

年 月 日まで 

年 月 日から 
 

年 月 日まで 

年 月 日から 
 

年 月 日まで 

年 月 日から 
 

年 月 日まで 

年 月 日から 
 

年 月 日まで 

免税証の数量 

リットル リットル リットル リットル リットル リットル 

(

交
付
印) 

(

交
付
印) 

(

交
付
印) 

(

交
付
印) 

(

交
付
印) 

(

交
付
印) 

所 要 数 量 の

計 算 期 間 

年 月 日から 
 

年 月 日まで 

年 月 日から 
 

年 月 日まで 

年 月 日から 
 

年 月 日まで 

年 月 日から 
 

年 月 日まで 

年 月 日から 
 

年 月 日まで 

年 月 日から 
 

年 月 日まで 

 

第
十
六
号
の
二
十
一
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）

（
第
八
条
の
二
十
八
関
係
）

第十六号の二十一様式(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係) 
 

 ※
処
理
事
項 

審査 承 認 交付  

 

受付印 

   
リットル 

  

  
免税軽油の使用に係る

事務所又は事業所所在地 
 

令和  年 
 

月  日  
 

知事殿  

業 種  

免税軽油使用者証の

番号及び氏名 ( 名称 ) 
道 府 県 第    号 

 

この申請に応答する係

及び氏名並びに電話番号 (電話     ) 

免税証交付申請書 

機械、車両又は

設備名(番号) 
No. 
No. 

No. 
No. 

No. 
No. 

所要数量合計 
リットル 

所要数量計算期間 
年  月  日から 

年  月  日まで 

希望する販売業者名及び所在地 免税証の種類 枚数 数 量 ※処理事項 

 

リットル券  リットル  

    

    

    

    

計    

参

考 

前回交付を受けた免税証 
前回交付を受けた免税証のうち

使用量 
(ア)－(イ) 

計 算 期 間 数 量(ア) 期 間 数 量(イ) 

年 月 日から 

年 月 日まで 

リットル 年 月 日から 

年 月 日まで 

リットル リットル 

前回交付を受けた免税証に記載された販売業者以外の販売業者から

免税軽油の引取りを行った場合の販売業者の氏名又は名称 
数 量 

 リットル 

  

 

第16号の21様式記載要領 

 1 この申請書は継続して免税証の交付を受けようとする場合において、交付を受けよ

うとする道府県知事に免税軽油使用者証を提示して一通提出すること。 

 2 「※処理事項」欄は、申請者において記載することを要しないこと。 

 3 「機械、車両又は設備名(番号)」欄には、免税軽油使用者証に記載された機械、車両

又は設備名の番号のみを記載すること。なお、共同申請の場合には第16号の22様式の

記載のみをもって足りるものであること。 

 4 所要数量の計算の基礎については、最近の実績、生産量、稼働日数、稼働時間等に

より明細に記載した計算書(第16号の22様式の「共同申請明細書」を提出する場合は各

個人ごとの計算書)を必ず添付すること。 
 

か か 

第
十
六
号
の
二
十
二
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）

（
第
八
条
の
二
十
八
関
係
）

第十六号の二十二様式(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係) 

共 同 申 請 明 細 書 

使用者の氏名 
免税軽油使用
者証の番号 

使用者の住所 
動力機関
の 型 式 

所有者の氏名 軸馬力 
動力機関を使
用する機械名 

所 要 数 量 
所要数量
計算期間 

代表者       リットル  

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

計         
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第
十
六
号
の
二
十
三
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）

（
第
八
条
の
二
十
八
関
係
）

第十六号の二十三様式(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係) 
 

免税証交付申請先届出書 
受
付
印 

 

免税軽油の使用

に係る事務所又

は事業所所在地 

 

業 種  

氏 名 又 は 名 称  

主たる事務所又

は事業所所在地 
 

免税軽油の使用

に係る事務所又

は事業所を管理

する事務所又は

事業所所在地 

 

機 械 、 車 両

又は設備の名称 

機械、車両又は

設備の所在地 

機械、車両又は設備を管

理する事務所又は事業

所所在地 

免税証の交付を

申請する道府県 

    

    

    

    

 免税証の交付申請について、今後上記道府県に申請することといたしますので届出いた

します。 
 
  令和  年  月  日 
 
 
 

氏名(名称)             
 
 
  知 事    殿 

 

第
十
六
号
の
二
十
四
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）

（
第
八
条
の
二
十
八
関
係
）

第十六号の二十四様式(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係) 

通 知 書 

免税軽油使用者の希望する

販売業者の氏名又は名称及

び事務所又は事業所所在地 

交付した免税証の

記 号 及 び 番 号 

交付した免税証の交付年

月日及びその有効期間 

交付した免税証に記載

された数量の合計数量 
備 考 

  
 リットル 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 地方税法第144条の21第9項の規定によって上記のとおり通知いたします。 
 
  令和  年  月  日 
 
        知 事    殿                               知 事          印 

 

第
十
六
号
の
二
十
五
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）

（
第
八
条
の
三
十
二
関
係
）

第十六号の二十五様式(用紙日本産業規格A4)(第八条の三十二関係) 
 

元 売 業 者 指 定 申 請 書 
 
  

受付印 
  

  
令和  年  月  日  

 
総 務 大 臣 殿     

※  

処 理

事 項 
  

  

申

請

者 

法 人 番 号                           

氏名又は名称   

住所又は所在地 
(電話            )  

  

法第144条の7

第1項の区分 
 第1号該当・第2号該当・第3号該当 

第 1 号該当の場合 

石油の備蓄の確保等に

関する法律第26条第1

項の届出の年月日 

年    月    日 

前3年の軽油の平均年間製造量 キロリットル 

前 年 の 軽 油 の 製 造 量 キロリットル 

第 2 号該当の場合 

石油の備蓄の確保等に

関する法律第16条の登

録の年月日 

年    月    日 

前3年の軽油の平均年間輸入量 キロリットル 

第 3 号該当の場合 
前3年の軽油の平均年間販売量 キロリットル 

系 列 販 売 業 者 の 数   所在道府県数   

①法第144条の7第2項の規定による取消しを受けたことの有無(有・無) 

(あるときは、取消しの年月日)              

②法第144条の7第2項の規定による取消しを受けた者が法人である場

合に、その取消しの原因となった事実があった日以前1年以内に当該

法人の役員であった者に該当することの有無(有・無) 

  

(あるときは、当該法人の名称及び取消しの年月日)              

③国税又は地方税の滞納処分を受けたことの有無(有・無) 

(あるときは、滞納処分の年月日)              

④国税若しくは地方税に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せら

れ、又は国税通則法、関税法(とん税法及び特別とん税法において準

用する場合を含む。)若しくは地方税法の規定により通告処分を受け

たことの有無(有・無) 

 (あるときは、刑及びその刑の確定の年月日又は処分及びその処分の

履行の年月日) 

  

             

法人の役員について、①から④までのいずれかに該当することの有無(有・無) 

       (あるときは、該当する事項(①・②・③・④)、 そ

の事項に係る処分等の年月日及びその役員の氏名)              

 上記のとおり地方税法第144条の7第1項の規定による元売業者の指定を受けたいので、申請します。 

備 考   

第16号の25様式記載要領 

 1 この申請書は、地方税法第144条の7第1項の規定による元売業者の指定を受けようと

する場合に、その主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事を経由して総務大臣に1

通提出すること。 

 2 ※印の欄は、記載しないこと。 

 3 申請者が法人である場合には、「法人番号」欄に申請者の法人番号(行政手続における

特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人

番号をいう。)を記載すること。 

 4 「前3年の軽油の平均年間販売量」欄は、前3年における他の元売業者以外の者に対

する軽油の年間の販売量(現実の納入を伴う販売に係るものに限る。)の平均を記載する

こと。 
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第
十
六
号
の
二
十
六
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）

（
第
八
条
の
三
十
二
・
第
八
条
の
三
十
三
・
第
八
条
の
三

十
四
関
係
）

第十六号の二十六様式(用紙日本産業規格A4)(第八条の三十二・第八条の三十三・第八条の

三十四関係) 
 

令和  年  月  日  
 
          殿 
 

申請者の住所又は所在地        
 

氏名又は名称             
 

法人にあっては代表者の氏名      
 

 
 
 

誓 約 書 
 
 
 

 私は地方税法施行令 

第43条の7第2号イからホま

で 

第43条の9各号 

のいずれにも該当しない者で 

 
あることを誓約します。 

第
十
六
号
の
二
十
七
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）

（
第
八
条
の
三
十
二
・
第
八
条
の
三
十
三
・
第
八
条
の
三

十
四
関
係
）

第十六号の二十七様式(用紙日本産業規格A4)(第八条の三十二・第八条の三十三・第八条の

三十四関係) 
 

令和  年  月  日  
 
          殿 
 

申請者の住所又は所在地        
 

氏名又は名称             
 

法人にあっては代表者の氏名      
 

 
 
 

誓 約 書 
 
 
 
 私は地方税法を遵守し、法が定める義務を忠実に履行するとともに、軽油引取税の 

元売業者 

仮特約業者 

特約業者 

として誠実に事業を行うことを誓約します。 

 

第
十
六
号
の
二
十
八
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）

（
第
八
条
の
三
十
三
関
係
）

第十六号の二十八様式(用紙日本産業規格A4)(第八条の三十三関係) 
 

仮 特 約 業 者 指 定 申 請 書 

  
受付印 

  

  
令和  年  月  日  

 
知事 殿   

※  

処 理

事 項 

  
  

申

請

者 

個人番号又は

法 人 番 号 
                          

氏名又は名称   

住所又は所在地 
(電話            )  

継続的に軽油の供給を

受ける販売契約を締結

している元売業者の氏

名又は名称 

  

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当することの有無(有・無) 

①法第144条の8第3項の規定による取消しを受けたことの有無(有・無) 

(あるときは、取消しの年月日)              

②法第144条の9第3項、第5項本文又は第6項後段の規定による

取消しを受けたことの有無(有・無) 
  

(あるときは、取消しの年月日)              

③法第144条の8第3項の規定による取消しを受けた者又は第144条

の9第3項、第5項本文若しくは第6項後段の規定による取消しを受

けた者が法人である場合に、その取消しの原因となった事実があった

日1年以内に当該法人の役員であった者に該当することの有無(有・

無) 

  

(あるときは、当該法人の名称及び取消しの年月日)              

④国税又は地方税の滞納処分を受けたことの有無(有・無) 

(あるときは、滞納処分の年月日)              

⑤国税若しくは地方税に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せら

れ、又は国税通則法、関税法(とん税法及び特別とん税法において準

用する場合を含む。)若しくは地方税法の規定により通告処分を受け

たことの有無(有・無) 

 (あるときは、刑及びその刑の確定の年月日又は処分及びその処分の

履行の年月日) 

  

             

法人の役員について、①から⑤までのいずれかに該当することの有無(有・無) 

       (あるときは、該当する事項(①・②・③・④・⑤)、

その事項に係る処分等の年月日及びその役員の氏名)              

 上記のとおり地方税法第144条の8第1項の規定による仮特約業者の指定を受けたいので、申請し

ます。 

備 考   

第16号の28様式記載要領 

 1 この申請書は、地方税法第144条の8第1項の規定による仮特約業者の指定を受けよう

とする場合に、その主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に1通提出すること。 

 2 ※印の欄は、記載しないこと。 

 3 「個人番号又は法人番号」欄には、申請者の個人番号(行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。

以下同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。)を記載すること。「個

人番号又は法人番号」欄に個人番号を記載する場合には、左側を1文字空けて記載する

こと。 
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第
十
六
号
の
二
十
九
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）

（
第
八
条
の
三
十
四
関
係
）

第十六号の二十九様式(用紙日本産業規格A4)(第八条の三十四関係) 
 

特 約 業 者 指 定 申 請 書 

  
受付印 

  

  
令和  年  月  日  

 
知事 殿   

※  

処 理

事 項 

  
  

申

請

者 

個人番号又は法人番号                           

氏 名 又 は 名 称   

住 所 又 は 所 在 地 
(電話            )  

仮特約業者の指定の年月日 年  月  日 指定に係る道府県知事 知事 

継続的に軽油の供給を受ける

販売契約を締結している元売

業者の氏名又は名称 

  

当該元売業者の保証の有無(有・無) 

石油の備蓄の確保等に関する法律に規定する石油販売業の届出の有無(有・無) 

(あるときは、届出年月日)              

前 年 の 軽 油 の 販 売 量 キロリットル 

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当することの有無(有・無) 

①法第144条の8第3項の規定による取消しを受けたことの有無(有・無) 

(あるときは、取消しの年月日)              

②法第144条の9第3項、第5項本文又は第6項後段の規定による

取消しを受けたことの有無(有・無) 
  

(あるときは、取消しの年月日)              

③法第144条の8第3項の規定による取消しを受けた者又は第144条

の9第3項、第5項本文若しくは第6項後段の規定による取消しを受

けた者が法人である場合に、その取消しの原因となった事実があった

日1年以内に当該法人の役員であった者に該当することの有無(有・

無) 

  

(あるときは、当該法人の名称及び取消しの年月日)              

④国税又は地方税の滞納処分を受けたことの有無(有・無) 

(あるときは、滞納処分の年月日)              

⑤国税若しくは地方税に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せら

れ、又は国税通則法、関税法(とん税法及び特別とん税法において準

用する場合を含む。)若しくは地方税法の規定により通告処分を受け

たことの有無(有・無) 

 (あるときは、刑及びその刑の確定の年月日又は処分及びその処分の

履行の年月日) 

  

             

法人の役員について、①から⑤までのいずれかに該当することの有無(有・無) 

       (あるときは、該当する事項(①・②・③・④・⑤)、

その事項に係る処分等の年月日及びその役員の氏名)              

 上記のとおり地方税法第144条の9第1項の規定による特約業者の指定を受けたいので、申請しま

す。 

備 考   

第16号の29様式記載要領 

 1 この申請書は、地方税法第144条の9第1項の規定による特約業者の指定を受けようと

する場合に、その主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に1通提出すること。 

 2 ※印の欄は、記載しないこと。 

 3 「個人番号又は法人番号」欄には、申請者の個人番号(行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。以

下同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。)を記載すること。「個

人番号又は法人番号」欄に個人番号を記載する場合には、左側を1文字空けて記載する

こと。 

 4 継続的に軽油の供給を受ける販売契約を締結している元売業者の保証がある場合に

は、その保証を証する文書を添付すること。 

 5 「前年の軽油の販売量」欄は、現実の納入を伴う販売に係る販売量を記載すること。 

第
十
六
号
の
三
十
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）

（
第
八
条
の
三
十
九
関
係
）

第十六号の三十様式(用紙日本産業規格A4)(第八条の三十九関係) 
 

表 

 
受付印 

 

  

免税軽油使用者の住所又は

事務所若しくは事業所所在

地 

 
 

令和  年  月  日 
 
 
 

知事殿 

免 税 軽 油 使 用 者 の

氏 名 又 は 名 称 
  

業 種  

免税軽油使用者証の番号 道 府 県 第                   号 

この報告に応答する係

及び氏名並びに電話番号 

 
(電話          )  

免 税 軽 油 の 引 取 り 等 に 係 る 報 告 書 

報 告 対 象 期 間 令和   年   月   日から令和   年   月   日まで 

免税軽油の引取りに関する事実及び

その数量 

(引取りの事実 有・無) 

免税軽油の引渡しを

行った販売業者の事

務所又は事業所所在

地及び氏名又は名称 

免税軽油の引取りに際して販売業者に提出した

免税証に関する事項 

引取年月日 引取数量(ア) 種 類 枚 数 免税証の記号及び番号 

〔    〕 

リットル 

〔       〕 

リットル券  ～ 

  ～ 

  ～ 

  ～ 

〔    〕 

 

〔       〕 

  ～ 

  ～ 

  ～ 

  ～ 

〔    〕  〔       〕   ～ 

  ～ 

  ～ 

  ～ 

〔    〕 

 

〔       〕 

  ～ 

  ～ 

  ～ 

  ～ 

〔    〕 

 

〔       〕 

  ～ 

  ～ 

  ～ 

  ～ 

〔    〕 

 

〔       〕 

  ～ 

  ～ 

  ～ 

  ～ 

報告対象期間の初日の前日における免税軽油の保有数量                (イ) リットル 

報告対象期間に引取りを行った免税軽油の数量の合計                 (ウ) リットル 

報告対象期間に使用した免税軽油の数量の合計                    (エ) リットル 

報告対象期間における滅失等による免税軽油の欠減量                 (オ) リットル 

報告対象期間の末日における免税軽油の保有数量 (イ)＋(ウ)－(エ)－(オ)       (カ) リットル 
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裏 

そ
の
数
量(

使
用
の
事
実 

有
・
無) 

免
税
軽
油
の
使
用
に
関
す
る
事
実
及
び 

機械、車両又は設備名 

(番号)       

   左記の機械、車両又は設

備の使用地 

  免税軽油の

使用数量(キ) 
稼働日数 稼働時間 

No.  
リットル 日 時間 

No.     

No.     

No.     

No.     

合 計     

報告対象期

間の末日に

おける免税

証の保有状

況 

種 類 枚 数 種 類 枚 数 

リットル券 枚 リットル券 枚 

    

    

    

    

第16号の30様式記載要項 

 1 この報告書は、免税軽油使用者証の交付を受けた者が地方税法(以下「法」という。)第144条の27第1項の規定により報告書を提出する

場合に使用し、毎月末日までに(法第144条の27第2項の規定により異なる提出期限が定められている場合には、当該期限までに)、当該免

税軽油使用者証を交付した道府県知事に1通提出すること。 

 2 法第144条の21第2項後段の規定により二人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受けた場合には、それぞれの免税軽油

使用者ごとに報告書を作成すること。 

 3 「免税軽油の引取りに関する事実及びその数量」欄中の「引取年月日」欄には免税軽油の現実の納入を受けた年月日を記載すること。

なお、免税証の提出日が免税軽油の納入を受けた日と異なる場合は当該提出日を括弧内に記載すること。 

 4 「免税軽油の引渡しを行った販売業者の事務所又は事業所所在地及び氏名又は名称」欄には、免税軽油使用者が実際に免税軽油の引取

りを行った販売業者の事務所又は事業所所在地及び氏名又は名称を記載すること。なお、免税証に記載された販売業者と異なる販売業者

から免税軽油の引取りを行った場合には当該免税証に記載された販売業者の事務所又は事業所所在地及び氏名又は名称を括弧内に記載す

ること。 

 5 「報告対象期間内の初日の前日における免税軽油の保有数量(イ)」欄の数量は、前回提出した免税軽油の引取り等に係る報告書の「報告

対象期間の末日における免税軽油の保有数量(カ)」欄の数量と一致するものであること。 

 6 「報告対象期間に引取りを行った免税軽油の数量の合計(ウ)」欄には、「免税軽油の引取りに関する事実及びその数量」欄中「引取数量(ア)」

欄の合計数量を記載すること。 

 7 「報告対象期間に使用した免税軽油の数量の合計(エ)」欄の数量は、「免税軽油の使用に関する事実及びその数量」欄中「免税軽油の使

用数量(キ)」の「合計」欄の数量と一致するものであること。 

 8 「免税軽油の使用に関する事実及びその数量」欄中「機械、車両又は設備名(番号)」欄には、免税軽油使用者証に記載された機械、車両

又は設備名の番号のみを記載すること。 

 9 「免税軽油の使用に関する事実及びその数量」欄中「免税軽油の使用数量(キ)」欄には、機械、車両又は設備に装着された計量器等によっ

て把握される実際の軽油の使用数量(消費数量)を記載すること。ただし、使用数量の把握が困難な場合にあっては、当該機械、車両又は

設備への給油数量をもってその使用数量として差し支えないものであること。 

 10 「報告対象期間の末日における免税証の保有状況」欄には、報告対象期間の末日において有する免税証の種類及び枚数を記載すること。 

 11 この報告書には、免税軽油の引取日、引取数量及び当該免税軽油の引渡しを行った販売業者の氏名又は名称を証するに足りる書類並び

に道府県知事が特に必要と認める書類を必ず添付すること。 

備 考 

   「免税軽油の引取りに関する事実及びその数量」、「免税軽油の引渡しを行った販売業者の事務所又は事業所所在地及び氏名又は名称」、

「免税軽油の引取りに際して販売業者に提出した免税証に関する事項」及び「免税軽油の使用に関する事実及びその数量」の欄は必要に

応じ別葉として増やすことができる。 

第
十
六
号
の
三
十
の
二
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ

４
）
（
附
則
第
四
条
の
七
関
係
）

第十六号の三十の二様式(用紙日本産業規格A4)(附則第四条の七関係) 
 

表 

  
受付印 

  

    
免税軽油使用者の住所又は

事務所若しくは事業所所在地 
  

  

令和  年  月  日 
 
 
 

知事殿  

免 税 軽 油 使 用 者 の

氏 名 又 は 名 称 
  

業 種   

免税軽油使用者証の番号 道 府 県 第             号 

こ の 報 告 に 応 答 す る 係

及び氏名並びに電話番号 

 
(電話          )  

免 税 軽 油 の 引 取 り 等 に 係 る 報 告 書 

報 告 対 象 期 間  令和   年   月   日 から 令和   年   月   日まで 

免税軽油の引取りに関する

事実及びその数量 

(引取りの事実 有・無) 

免税軽油の引渡しを

行った販売業者の事

務所又は事業所所在

地及び氏名又は名称 

      免税軽油の引取りに際して販売業者に

提出した免税証に関する事項 

引取年月日 引取数量(ア) 種 類 枚数 免税証の記号及び番号 

  

リットル 

  

リットル券   ～ 

    ～ 

    ～ 

    ～ 

  

  

  

    ～ 

    ～ 

    ～ 

    ～ 

  

  

  

    ～ 

    ～ 

    ～ 

    ～ 

  

  

  

    ～ 

    ～ 

    ～ 

    ～ 

  

  

  

    ～ 

    ～ 

    ～ 

    ～ 

報告対象期間の初日の前日における免税軽油の保有数量         (イ) リットル 

報告対象期間に引取りを行った免税軽油の数量の合計          (ウ) リットル 

報告対象期間に使用した免税軽油の数量の合計             (エ) リットル 

報告対象期間に法附則第12条の2の7第5項に規定する譲渡を行った免税軽油の数

量の合計                               (A) 
リットル 

報告対象期間に法附則第12条の2の7第6項に規定する譲渡を行った免税軽油の数

量の合計                               (B) 
リットル 

報告対象期間に法附則第12条の2の7第7項に規定する譲渡を行った免税軽油の数

量の合計                               (C) 
リットル 

報告対象期間における滅失等による免税軽油の欠減量          (オ) リットル 

報告対象期間の末日における免税軽油の保有数量 

(イ)＋(ウ)－(エ)－(A)－(B)－(C)－(オ) (カ) 
リットル 

 

裏 
 

そ
の
数
量(

使
用
の
事
実 

有
・
無) 

 

免
税
軽
油
の
使
用
に
関
す
る
事
実
及
び 

機械、車両又は

設備名(番号) 

 左記の機械、車両又は

設備の使用地       

 免税軽油の

使用数量 (キ) 
稼働日数 稼働時間 

No.   
リットル 日 時間 

No.         

No.         

No.         

No.         

合 計         

法附則第12条の2の7第5項に規定する譲渡

に関する事実及びその数量 

(譲渡の事実 有・無)       (D) 

リットル 

法附則第12条の2の7第6項に規定する譲渡

に関する事実及びその数量 

(譲渡の事実 有・無) 

譲渡した数量(E) 譲渡年月日 譲渡先の名称 

リットル 
    

      

      

合 計       

法附則第12条の2の7第7項に規定する譲渡

に関する事実及びその数量 

(譲渡の事実 有・無) 

譲渡した数量(F) 譲渡年月日 譲渡先の名称 

リットル 
    

      

      

合 計       

報告対象

期間の末

日におけ

る免税証

の保有状

況 

種 類 枚 数 種 類 枚 数 

リットル券 枚 リットル券 枚 
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第16号の30の2様式記載要領 

 1 この報告書は、免税軽油使用者証の交付を受けた者が地方税法(以下「法」という。)附則第12条の2の7第5項から

第7項までに規定する譲渡を行い、法第144条の27第1項の規定により報告書を提出する場合に使用し、法附則第12

条の2の7第5項から第7項までに規定する譲渡を行った翌月末日までに(法第144条の27第2項の規定により異なる提

出期限が定められている場合には、当該期限までに)、当該免税軽油使用者証を交付した道府県知事に1通提出する

こと。 

 2 法第144条の21第2項後段の規定により二人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受けた場合には、

それぞれの免税軽油使用者ごとに報告書を作成すること。 

 3 「免税軽油の引取りに関する事実及びその数量」欄中の「引取年月日」欄には免税軽油の現実の納入を受けた年

月日を記載すること。なお、免税証の提出日が免税軽油の納入を受けた日と異なる場合は当該提出日を括弧内に記

載すること。 

 4 「免税軽油の引渡しを行った販売業者の事務所又は事業所所在地及び氏名又は名称」欄には、免税軽油使用者が

実際に免税軽油の引取りを行った販売業者の事務所又は事業所所在地及び氏名又は名称を記載すること。なお、免

税証に記載された販売業者と異なる販売業者から免税軽油の引取りを行った場合には当該免税証に記載された販売

業者の事務所又は事業所所在地及び氏名又は名称を括弧内に記載すること。 

 5 「報告対象期間内の初日の前日における免税軽油の保有数量(イ)」欄の数量は、前回提出した免税軽油の引取り等

に係る報告書の「報告対象期間の末日における免税軽油の保有数量(カ)」欄の数量と一致するものであること。 

 6 「報告対象期間に引取りを行った免税軽油の数量の合計(ウ)」欄には、「免税軽油の引取りに関する事実及びその

数量」欄中「引取数量(ア)」欄の合計数量を記載すること。 

 7 「報告対象期間に使用した免税軽油の数量の合計(エ)」欄の数量は、「免税軽油の使用に関する事実及びその数量」

欄中「免税軽油の使用数量(キ)」の「合計」欄の数量と一致するものであること。 

 8 「報告対象期間に法附則第12条の2の7第5項に規定する譲渡を行った免税軽油の数量の合計(A)」欄の数量は、「法

附則第12条の2の7第5項に規定する譲渡に関する事実及びその数量(D)」欄の数量と一致するものであること。 

 9 「報告対象期間に法附則第12条の2の7第6項に規定する譲渡を行った免税軽油の数量の合計(B)」欄の数量は、「法

附則第12条の2の7第6項に規定する譲渡に関する事実及びその数量」欄中「譲渡した数量(E)」の「合計」欄の数量と

一致するものであること。 

 10 報告対象期間に法附則第12条の2の7第7項に規定する譲渡を行った免税軽油の数量の合計(C)」欄の数量は、「法

附則第12条の2の7第7項に規定する譲渡に関する事実及びその数量」欄中「譲渡した数量(F)」の「合計」欄の数量と

一致するものであること。 

 11 「免税軽油の使用に関する事実及びその数量」欄中「機械、車両又は設備名(番号)」欄には、免税軽油使用者証

に記載された機械、車両又は設備名の番号のみを記載すること。 

 12 「免税軽油の使用に関する事実及びその数量」欄中「免税軽油の使用数量(キ)」欄には、機械、車両又は設備に

装着された計量器等によって把握される実際の軽油の使用数量(消費数量)を記載すること。ただし、使用数量の把握

が困難な場合にあっては、当該機械、車両又は設備への給油数量をもってその使用数量として差し支えないもので

あること。 

 13 「法附則第12条の2の7第6項に規定する譲渡に関する事実及びその数量」欄中「譲渡先の名称」欄には、譲渡を行っ

た相手方の締約国の軍隊の名称を記載すること。 

 14 「報告対象期間の末日における免税証の保有状況」欄には、報告対象期間の末日において有する免税証の種類及

び枚数を記載すること。 

 15 この報告書には、免税軽油の引取日、引取数量及び当該免税軽油の引渡しを行った販売業者の氏名又は名称を証

するに足りる書類、法附則第12条の2の7第6項又は第7項に規定する譲渡を行った数量及び当該譲渡を行った相手方

の締約国の軍隊(第7項の場合にあっては自衛隊)の名称を証するに足りる書類並びに道府県知事が特に必要と認め

る書類を必ず添付すること。 

備 考 

   「免税軽油の引取りに関する事実及びその数量」、「免税軽油の引渡しを行った販売業者の事務所又は事業所所在

地及び氏名又は名称」、「免税軽油の引取りに際して販売業者に提出した免税証に関する事項」、「免税軽油の使用に

関する事実及びその数量」、「法附則第12条の2の7第6項に規定する譲渡に関する事実及びその数量」及び「法附則第

12条の2の7第7項に規定する譲渡に関する事実及びその数量」の欄は必要に応じ別葉として増やすことができる。 

第
十
六
号
の
三
十
一
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）

（
第
八
条
の
四
十
二
関
係
）

第十六号の三十一様式(用紙日本産業規格A4)(第八条の四十二関係) 

(その1) 

  

受付印 

製 造 承 認 申 請 書       

  令和  年  月  日  

※ 

処 理

事 項 

  

知事 殿     区 分 元・特・販・製・自 

申
請
者 

個人番号又は法人番号                           

氏 名 又 は 名 称   

住所又は所在地 (電話       )  

て
い
る
者 

委
託
を
受
け 

氏 名 又 は 名 称   

住所又は所在地 (電話       )  

   下記のとおり地方税法第144条の32第1項第1号又は第2号の規定による承認を受け

たいので、申請します。 

製 造 を 行 う 年 月 日 令和  年  月  日 

製 造 を 行 う 場 所   

製 造 に 使 用 す る

炭 化 水 素 油

そ の 他 の 原 材 料 

性 状 数 量 

    

    

    

炭化水素油の製造方法   

仕
入
先 

氏 名 又 は 名 称       

住 所 又 は

所 在 地 
      

仕 入 数 量       

製 造 す る

炭 化 水 素 油 

性 状 数 量 

  リットル 

製 造 す る

炭 化 水 素 油 の 用 途 
  

製造する炭化水素油

の 貯 蔵 場 所 
  

譲
渡
先 

氏 名 又 は 名 称   

住所又は所在地   

譲 渡 又 は 消 費 の

予 定 年 月 日 
令和  年  月  日 

  

第十六号の三十一様式(用紙日本産業規格A4)(第八条の四十二関係) 

(その2) 

製 造 承 認 証 

  

※ 

処 理

事 項 

  

区 分 元・特・販・製・自 

申
請
者 

氏 名 又 は 名 称   

住所又は所在地 (電話       )  

て

い

る

者 

委
託
を
受
け 

氏 名 又 は 名 称   

住所又は所在地 (電話       )  

  

製 造 を 行 う 年 月 日 令和  年  月  日 

製 造 を 行 う 場 所   

製 造 に 使 用 す る

炭 化 水 素 油

そ の 他 の 原 材 料 

性 状 数 量 

    

    

    

炭化水素油の製造方法   

仕
入
先 

氏 名 又 は 名 称       

住 所 又 は

所 在 地 
      

仕 入 数 量       

製 造 す る

炭 化 水 素 油 

性 状 数 量 

  リットル 

製 造 す る

炭 化 水 素 油 の 用 途 
  

製造する炭化水素油

の 貯 蔵 場 所 
  

譲
渡
先 

氏 名 又 は 名 称   

住所又は所在地   

譲 渡 又 は 消 費 の

予 定 年 月 日 
令和  年  月  日 

承認番号         

令和  年  月  日  
 

知事名            印  
 
 地方税法第144条の32第2項の規定により、上記の申請のとおり承認します。 

第16号の31様式記載要領 

 1 この申請書は、地方税法第144条の32第1項第1号又は第2号の規定による承認を受け

ようとする場合に製造を行う場所の所在する道府県知事に1通提出すること。 

 2 ※印の欄は、記載しないこと。 

 3 「区分」欄は、元売業者にあっては「元」、特約業者にあっては「特」、石油製品販

売業者にあっては「販」、軽油製造者等にあっては「製」、自動車の保有者にあっては「自」

を丸印で囲むこと。 

 4 「個人番号又は法人番号」欄には、申請者の個人番号(行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。以

下同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。)を記載すること。「個

人番号又は法人番号」欄に個人番号を記載する場合には、左側を1文字空けて記載する

こと。 

 5 「性状」欄は、石油製品の種別又は原材料(薬品を含む。)の名称を記載すること。 

 6 「譲渡先」欄は、製造する炭化水素油を譲渡する場合にその譲渡を受ける者の氏名

又は名称及び住所又は所在地を記載すること。 
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第
十
六
号
の
三
十
二
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）

（
第
八
条
の
四
十
二
関
係
）

第十六号の三十二様式(用紙日本産業規格A4)(第八条の四十二関係) 

(その1) 

  

受付印 

       燃料炭化水素油譲渡承認申請書 

  令和  年  月  日 

※ 

処 理

事 項 

  

知事 殿   区 分 元・特・販・製・自 

申

請

者 

個人番号又は法人番号                           

氏 名 又 は 名 称   

住 所 又 は 所 在 地 (電話      )  

  下記のとおり地方税法第144条の32第1項第3号の規定による承認を受けたいので、申

請します。 

譲 渡 を 行 う 年 月 日 令和  年  月  日 

譲 渡 を 行 う 場 所   

燃 料 炭 化 水 素 油 の

性 状 
  

燃 料 炭 化 水 素 油 の

数 量 
リットル 

譲

渡

先 
氏 名 又 は 名 称   

住所又は所在地   

自動車登録番号   

  

第十六号の三十二様式(用紙日本産業規格A4)(第八条の四十二関係) 

(その2) 

燃料炭化水素油譲渡承認証 

  

※ 

処 理

事 項 

  

区 分 元・特・販・製・自 

申
請
者 

氏 名 又 は 名 称   

住所又は所在地 (電話    )  

  

譲 渡 を 行 う 年 月 日 令和  年  月  日 

譲 渡 を 行 う 場 所   

燃 料 炭 化 水 素 油 の

性 状 
  

燃 料 炭 化 水 素 油 の

数 量 
リットル 

譲

渡

先 

氏 名 又 は 名 称   

住所又は所在地   

自動車登録番号   

承認番号         

令和  年  月  日  
 

知 事 名            印  
 
 地方税法第144条の32第2項の規定により、上記の申請のとおり承認します。 

 

第16号の32様式記載要領 

 1 この申請書は、地方税法第144条の32第1項第3号の規定による承認を受けようとする

場合に当該譲渡を行う場所の所在する道府県知事に1通提出すること。 

 2 ※印の欄は、記載しないこと。 

 3 「区分」欄は、元売業者にあっては「元」、特約業者にあっては「特」、石油製品販

売業者にあっては「販」、軽油製造者等にあっては「製」、自動車の保有者にあっては「自」

を丸印で囲むこと。 

 4 「個人番号又は法人番号」欄には、申請者の個人番号(行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。

以下同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。)を記載すること。

「個人番号又は法人番号」欄に個人番号を記載する場合には、左側を1文字空けて記載

すること。 

 5 「燃料炭化水素油の性状」欄は、石油製品の種別を記載すること。 

 6 「譲渡先」欄は、その譲渡を受ける者の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに譲

渡に係る自動車の自動車登録番号を記載すること。 

第
十
六
号
の
三
十
三
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）

（
第
八
条
の
四
十
二
関
係
）

第十六号の三十三様式(用紙日本産業規格A4)(第八条の四十二関係) 

(その1) 

  

受付印 

      燃料炭化水素油消費承認申請書 

  

令和  年  月  日 
 
 

知事 殿   

※ 

処 理

事 項 

  

申

請

者 

個人番号又は法人番号                           

氏 名 又 は 名 称   

住 所 又 は 所 在 地 (電話    )  

  下記のとおり地方税法第144条の32第1項第4号の規定による承認を受けたいので、申

請します。 

消 費 を 行 う 年 月 日 
令和  年  月  日 から     

    令和  年  月  日 まで 

燃 料 炭 化 水 素 油 の

性 状 
  

燃 料 炭 化 水 素 油 の

数 量 
リットル 

燃 料 炭 化 水 素 油 を

消 費 す る 自 動 車 の

自 動 車 登 録 番 号 

  

燃 料 炭 化 水 素 油 を

消 費 す る 自 動 車 の

主 た る 定 置 場 

  

譲渡 を受けた年 月日 令和  年  月  日 

譲 渡 を 行 っ た 者 の

氏 名 又 は 名 称 
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第十六号の三十三様式(用紙日本産業規格A4)(第八条の四十二関係) 

(その2) 

燃料炭化水素油消費承認証 

  

※ 

処 理

事 項 

  

申
請
者 

氏 名 又 は 名 称   

住所又は所在地 (電話    )  

  

消 費 を 行 う 年 月 日 
令和  年  月  日 から     

    令和  年  月  日 まで 

燃 料 炭 化 水 素 油 の

性 状 
  

燃 料 炭 化 水 素 油 の

数 量 
リットル 

燃 料 炭 化 水 素 油 を

消 費 す る 自 動 車 の

自 動 車 登 録 番 号 

  

燃 料 炭 化 水 素 油 を

消 費 す る 自 動 車 の

主 た る 定 置 場 

  

譲渡を受けた年月日 令和  年  月  日 

譲 渡 を 行 っ た 者 の

氏 名 又 は 名 称 
  

承認番号         

令和  年  月  日  
 

知 事 名            印  
 
 地方税法第144条の32第2項の規定により、上記の申請のとおり承認します。 

 

第16号の33様式記載要領 

 1 この申請書は、自動車の保有者が地方税法第144条の32第1項第4号の規定による承認

を受けようとする場合に当該自動車の主たる定置場所在地の道府県知事に1通提出す

ること。 

 2 ※印の欄は、記載しないこと。 

 3 「個人番号又は法人番号」欄には、申請者の個人番号(行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。

以下同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。)を記載すること。

「個人番号又は法人番号」欄に個人番号を記載する場合には、左側を1文字空けて記載

すること。 

 4 「燃料炭化水素油の性状」欄は、石油製品の種別を記載すること。 

 5 「譲渡を受けた年月日」欄は、消費に係る燃料炭化水素油を他の者から譲渡を受け

た場合に、当該譲渡を受けた年月日を記載すること。 

 6 「譲渡を行った者の氏名又は名称」欄は、消費に係る燃料炭化水素油を他の者から

譲渡を受けた場合に、当該譲渡を行った者の氏名又は名称を記載すること。 

第
十
六
号
の
三
十
四
様
式
（
第
八
条
の
四
十
三
関
係
）

第十六号の三十四様式(第八条の四十三関係) 
 

表 
 

道府県名      番号      

 
自動車用炭化水素油譲渡証 

 

         ○譲渡年月日  令和  年  月  日 
 
          数量             リットル 
 
 譲渡者の氏名又は名称                           
 
 譲渡者の住所又は所在地                           
 
 承 認 番 号                           
 
 自 動 車 登 録 番 号                           

 
裏 

 

 注意 
 
  1 譲渡年月日及び数量の記載のないものは無効です。 
 
  2 本証とともに譲渡を受けた燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費

するときは、本証を常に携帯してください。 
 
  3 徴税吏員から本証の提示要求があった場合は、本証を提示してください。 
 
  4 本証を所持せず燃料炭化水素油を消費した場合又は本証を他人に譲り渡した場合

には罰せられます。 
 
  5 本証を不正に使用し、軽油引取税を納付しなかった場合には罰せられます。 

備考 複写二連式とする。 

第
十
六
号
の
三
十
五
様
式
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業

規
格
Ａ
４
）
（
第
八
条
の
四
十
五
関
係
）

第十六号の三十五様式(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の四十五関係) 

事 業 の 開 廃 等 の 届 出 書 

  

 
 
 
受付印 

  
※
処

理

事

項 

事業者コード 
事務所
コード 

処理
区分 

予 備 整理番号 

          

  

令和  年  月  日 
 
 
 
 

殿 

異動年月日 

    
    

区 分  元 ・ 特 ・ 販 ・ 製 

元売業者、特

約業者、石油

製品販売業者

又は軽油製造

業者等 

個 人 番 号 又 は

法 人 番 号 
                          (右詰で記載) 

フ リ ガ ナ   

氏 名

又 は 名 称 
  

フ リ ガ ナ   

法人にあっては

代 表 者 の 氏 名 
  

フ リ ガ ナ   

住 所

又 は 所 在 地 
(電話              ) 

下記のとおり地方税法 
第144条の34第1項 
 
第144条の34第3項 

の規定により届け出ます。 

事
務
所
又
は
事
業
所 

フリガナ   

名 称   

フリガナ   

所 在 地 

(電話              )   

事業の開始、

廃止又は休止

の年月日等 

開 始 年 月 日 廃 止 年 月 日 

    

令和 
  

年   月   日 令和 
  

年   月   日 

    

休 止 期 間 

  

令和 
  

年   月   日から 令和 
  

年   月   日まで 

  

事業の廃止又

は休止の理由 
  

上記の事務所又は事業所の営業区域 

その他参考となるべき事項 

  異 動 年 月 日 

  

令和 
  

年   月   日 
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第十六号の三十五様式(入力用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の四十五関係) 

1   7 17 22 23 24 26 39 

  

様式区分 事業者コード 
事務所
コード 

処理
区分 

カード
区分 

予 備 整理番号 

1 6 3 5 0 0 
      

0 0 
    

 

40       45 

 
46 1 1 1 1 49 

元 特 販 製 

  24 26 97 

  

01   

02 
129 

03 97 

04 
129 

05 121 

06 

  

  
  

             ―   

141   142 157   
 
24 26 97 

07   

08 
129 

09 121 

10 

  

  
  

             ―   

141   142 157   

 

  24 26   28   30   32   34   36   

  11                         

 

 

  
38 

  40   
42 

  
44 

  
46 

  
48 49 

  

  
  

                      

 

24 26   40   

12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

56 
  

北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 新潟 

41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
  

富山 石川 福井 山梨 長野 岐阜 静岡 愛知 三重 滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山 鳥取 

57 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 72 

島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄 

 

  24 26   28   30 31   

  13             

 

第16号の35様式記載要領 

 1 この届出書は、地方税法(以下「法」という。)第144条の34第1項又は第3項の規定に

より事業の開始、廃止若しくは休止又はその異動の届出をする場合に使用すること。 

 2 この届出書は、事務所又は事業所ごとに作成して、主たる事務所又は事業所所在地の

道府県知事に(元売業者にあっては、当該道府県知事を経由して総務大臣に)1通提出す

ること。 

 3 ※印の欄は、記載しないこと。 

 4 「区分」欄は、元売業者にあっては「元」、特約業者にあっては「特」、石油製品販売

業者にあっては「販」、軽油製造業者等にあっては「製」を丸印で囲むこと。 

 5 「個人番号又は法人番号」欄には、元売業者、特約業者、石油製品販売業者又は軽油

製造業者等の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同条第1

5項に規定する法人番号をいう。)を記載すること。「個人番号又は法人番号」欄に個人

番号を記載する場合には、左側を1文字空けて記載すること。 

 6 「上記の事務所又は事業所の営業区域」欄は、事業の開始、廃止又は休止に係る事務

所又は事業所の営業区域に係る道府県名を記載すること。 

 7 法第144条の34第3項の規定により異動の届出をする場合には、異動事項についてその

内容を記載するとともに、「その他参考となるべき事項」欄に当該異動事項に係る異動

前の内容を記載すること。 

第
十
六
号
の
三
十
六
様
式
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業

規
格
Ａ
４
）
（
第
八
条
の
四
十
五
関
係
）

第十六号の三十六様式(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の四十五関係) 

販 売 契 約 の 締 結 等 の 届 出 書 

  

 
 
 
受付印 

  
※
処

理

事

項 

事業者コード 
事務所
コード 

処理
区分 

予 備 整理番号 

          

  

令和  年  月  日 
 
 
 
 

殿 

異動年月日 

    
    

区 分  元 ・ 特 ・ 販 ・ 製 

元売業者、特

約業者、石油

製品販売業者

又は軽油製造

業者等 

個 人 番 号 又 は

法 人 番 号 
                          (右詰で記載) 

フ リ ガ ナ   

氏 名

又 は 名 称 
  

フ リ ガ ナ   

法 人 に あ っ て は

代 表 者 の 氏 名 
  

フ リ ガ ナ   

住 所

又 は 所 在 地 
(電話              ) 

下記のとおり地方税法 
第144条の34第2項 

第144条の34第3項 
の規定により届け出ます。 

契約の相手方

の 区 分 
 元 ・ 特 ・ 販 ・ 製 

※ 

フ リ ガ ナ   

契約の相手方

の 氏 名 又 は

名 称 

  

フ リ ガ ナ   

契約の相手方

の 住 所 又 は

所 在 地 

  

契 約 締 結

年 月 日 

  

令和 
  

年   月    日   契 約 

  

契 約 終 了

年 月 日 

  

令和   年   月    日   契 約 終 了 

  

 その他参考となるべき事項 

  異 動 年 月 日 

  

令和 
  

年   月   日 

  
 

第十六号の三十六様式(入力用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の四十五関係) 

  1 7 17 22 23 24 26 39 

  

様式区分 事業者コード 
事務所
コード 

処理
区分 

カード
区分 

予 備 整理番号 

1 6 3 6 0 0 
      0 0 

    

    
 

40       45 

            
46 1 1 1 1 49 

元 特 販 製 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 26 29   30 39 

01 
1 1 1 1 

    
元 特 販 製 

 

 

 

 

 

 

 

  24 26   28   30 

  
  02           

            
 

 

  32   34   36 

  
            

            
 

 

 

 

 

 

 

  

38   40   42 43   
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第16号の36様式記載要領 

 1 この届出書は、地方税法(以下「法」という。)第144条の34第2項又は第3項の規定に

よる販売契約の締結若しくは終了又はその異動の届出をする場合に使用すること。 

 2 この届出書は、その当事者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に(元売業

者にあっては、当該道府県知事を経由して総務大臣に)1通提出すること。 

 3 ※印の欄は、記載しないこと。 

 4 「区分」欄及び「契約の相手方の区分」欄は、元売業者にあっては「元」、特約業者

にあっては「特」、石油製品販売業者にあっては「販」、軽油製造業者等にあっては「製」

を丸印で囲むこと。 

 5 「個人番号又は法人番号」欄には、元売業者、特約業者、石油製品販売業者又は軽油

製造業者等の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同条第1

5項に規定する法人番号をいう。)を記載すること。「個人番号又は法人番号」欄に個人

番号を記載する場合には、左側を1文字空けて記載すること。 

 6 法第144条の34第3項の規定により異動の届出をする場合には、異動事項についてその

内容を記載するとともに、「その他参考となるべき事項」欄に当該異動事項に係る異動

前の内容を記載すること。 

第
十
六
号
の
三
十
七
様
式
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業

規
格
Ａ
４
）
（
第
八
条
の
五
十
一
関
係
）

第十六号の三十七様式(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係) 

  

受付印 

          納 入 先 別 

          納 入 数 量 等 報 告 書 

  

※
処
理
事
項 

事業者コード 事務所コード 処理区分 予 備 整理番号 

          
    令和  年  月  日 

 

知事 殿   

個人番号

又 は

法人番号 

                          

                                                                  
報告年月日   

      
            

氏 名 又 は 名 称   

住所又は所在地 (電話        )   

令和  
 

年 
 
 月分 

  枚のうち 

  枚 目 

納 入 を 行 っ た 軽 油 に つ い て 引 取 り を 行 っ た 者 
  

納 入 を 受 け た 者 の 事 務 所 又 は 事 業 所 ご と の 内 訳 

氏 名 又 は 名 称 
住所又は所在地 

引 渡 数 量 名 称 
所 在 地 

納 入 数 量 

  ※   コ ー ド   うち課税済みのもの   ※   
コ ー ド

   うち課税済みのもの 

  
  

      リットル 
．   

  
      リットル 

． 

  ※         ．   ※         ． 

  
  

      ．   
  

      ． 

  ※         ．   ※         ． 

  
  

      ．   
  

      ． 

  ※         ．   ※         ． 

  
  

      ．   
  

      ． 

  ※         ．   ※         ． 

  
  

      ．   
  

      ． 

  ※         ．   ※         ． 

  
  

      ．   
  

      ． 

  ※         ．   ※         ． 

  
  

      ．   
  

      ． 

  ※         ．   ※         ． 

  
  

      ．   
  

      ． 

  ※         ．   ※         ． 

  
  

      ．   
  

      ． 

  ※         ．   ※         ． 

計 
      ． 

計 
      ． 

        ．         ． 

備 考   

第十六号の三十七様式(入力用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係) 

 

  1 7 17 22 23 32 34 47   
様式区分 事業者コード 事務所コード 

処理
区分 

カード
区分 予 備 整理番号 

1 6 3 7 0 0       0 0     

    
48       53 

      

  24   26   54  57   
            

  
    28  31 

 

 

  44 57   82 95   

32 34          43 
          ．     

72          81 
          ．     

01   58       ．   71     96       ．   109 

            ．                   ．   

02         ．               ．   

            ．                   ．   

03         ．               ．   

            ．                   ．   

04         ．               ．   

            ．                   ．   

05         ．               ．   

            ．                   ．   

06         ．               ．   

            ．                   ．   

07         ．               ．   

            ．                   ．   

08         ．               ．   

            ．                   ．   

09         ．               ．   

            ．                   ．   

10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9       ．       9 9 9 9 9 9 9 9 9 9       ．   

 

第16号の37様式記載要領 

 1 この報告書は、元売業者が納入を行った軽油について、引取りを行った者ごとの軽油の引渡数量及び納入を受けた者の事務所又は事業

所ごとの軽油の納入数量を記載し、当該軽油の納入地の道府県知事に提出すること。 

 2 「個人番号又は法人番号」欄には、報告者の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第

5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。)を記載すること。「個人番号又は法人

番号」欄に個人番号を記載する場合には、左側を1文字空けて記載すること。 

 3 ※印の欄は、記載しないこと。 

 4 「引渡数量」欄は、引取りを行った者ごとの軽油の引渡数量を記載すること。 

 5 「納入数量」欄は、引取りを行った者ごとの軽油の引渡数量についての納入を受けた者の事務所又は事業所ごとの納入数量の内訳を記

載すること。 

 6 「うち課税済みのもの」欄は、引渡数量又は納入数量のうち既に軽油引取税を課されたものの数量を記載すること。 
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第
十
六
号
の
三
十
八
様
式
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業

規
格
Ａ
４
）
（
第
八
条
の
五
十
一
関
係
）

第十六号の三十八様式(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係) 

  

受付印 

          納 入 先 別 

          返 還 数 量 等 報 告 書 

  

※
処
理
事
項 

事業者コード 事務所コード 処理区分 予 備 整理番号 

          
    令和  年  月  日 

 

知事 殿   

個人番号

又 は

法人番号 

                          

                                                                  
報告年月日   

      
            

氏 名 又 は 名 称   

住所又は所在地 (電話        )   

令和  
 

年 
 
 月分 

  枚のうち 

  枚 目 

納 入 を 行 っ た 後 返 還 を 受 け た 軽 油 に つ い て 引 取 り を 行 っ た 者 
  

納 入 を 受 け た 者 の 事 務 所 又 は 事 業 所 ご と の 内 訳 

氏 名 又 は 名 称 
住所又は所在地 

返 還 数 量 ① 名 称 
所 在 地 

返 還 数 量 ② 

  ※   コ ー ド   うち課税済みのもの   ※   
コ ー ド

   うち課税済みのもの 

  
  

      リットル 
．   

  
      リットル 

． 

  ※         ．   ※         ． 

  
  

      ．   
  

      ． 

  ※         ．   ※         ． 

  
  

      ．   
  

      ． 

  ※         ．   ※         ． 

  
  

      ．   
  

      ． 

  ※         ．   ※         ． 

  
  

      ．   
  

      ． 

  ※         ．   ※         ． 

  
  

      ．   
  

      ． 

  ※         ．   ※         ． 

  
  

      ．   
  

      ． 

  ※         ．   ※         ． 

  
  

      ．   
  

      ． 

  ※         ．   ※         ． 

  
  

      ．   
  

      ． 

  ※         ．   ※         ． 

計 
      ． 

計 
      ． 

        ．         ． 

備 考   

第十六号の三十八様式(入力用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係) 

 

  1 7 17 22 23 32 34 47   
様式区分 事業者コード 事務所コード 

処理
区分 

カード
区分 予 備 整理番号 

1 6 3 8 0 0       0 0     

    
48       53 

      

  24   26   54  57   
            

  
    28  31 

 

 

  44 57   82 95   

32 34          43 
          ．     

72          81 
          ．     

01   58       ．   71     96       ．   109 

            ．                   ．   

02         ．               ．   

            ．                   ．   

03         ．               ．   

            ．                   ．   

04         ．               ．   

            ．                   ．   

05         ．               ．   

            ．                   ．   

06         ．               ．   

            ．                   ．   

07         ．               ．   

            ．                   ．   

08         ．               ．   

            ．                   ．   

09         ．               ．   

            ．                   ．   

10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9       ．       9 9 9 9 9 9 9 9 9 9       ．   

第16号の38様式記載要領 

 1 この報告書は、元売業者が納入を行った後返還を受けた軽油について、引取りを行った者ごとの返還数量及び納入を受けた者の事務所

又は事業所ごとの返還数量を記載し、当該軽油の納入地の道府県知事に提出すること。 

 2 「個人番号又は法人番号」欄には、報告者の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第

5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。)を記載すること。「個人番号又は法人

番号」欄に個人番号を記載する場合には、左側を1文字空けて記載すること。 

 3 ※印の欄は、記載しないこと。 

 4 ①の欄は、返還を受けた軽油について引取りを行った者ごとの軽油の返還数量を記載すること。 

 5 ②の欄は、返還を受けた軽油について引取りを行った者ごとの返還数量についての納入を受けた者の事務所又は事業所ごとの内訳を記

載すること。 

 6 「うち課税済みのもの」欄は、返還数量のうち既に軽油引取税を課されたものの数量を記載すること。 

第
十
六
号
の
三
十
九
様
式
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業

規
格
Ａ
４
）
（
第
八
条
の
五
十
一
関
係
）

第十六号の三十九様式(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係) 

  

受付印 

          事 務 所 ・ 事 業 所 別 

          納 入 数 量 等 報 告 書 

  

※

処

理

事

項 

事業者コード 事務所コード 処理区分 予 備 整理番号 

          
   令和  年  月  日 

 

知事 殿    

個人番号

又 は

法人番号 

                          

                                                                  
報告年月日   

      
            

氏 名 又 は 名 称   

住所又は所在地 (電話        )   

令和  
 

年 
 
 月分 

  枚のうち 

  枚 目 

納 入 を 行 っ た 事 務 所 又 は 事 業 所 納入を行った数量 
備 考   

所 在 地   うち課税済みのもの 名 称 ※   コ ー ド 

  
    

      リットル 
．   

  ※       ． 

  
    

      ． 
  

  ※       ． 

  
    

      ． 
  

  ※       ． 

  
    

      ． 
  

  ※       ． 

  
    

      ． 
  

  ※       ． 

  
    

      ． 
  

  ※       ． 

  
    

      ． 
  

  ※       ． 

  
    

      ． 
  

  ※       ． 

  
    

      ． 
  

  ※       ． 

  
    

      ． 
  

  ※       ． 

計   
      ． 

  
      ． 
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第十六号の三十九様式(入力用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係) 

  1 7 17 22 23 32 34 47   
様式区分 事業者コード 事務所コード 

処理
区分 

カード
区分 予 備 整理番号 

1 6 3 9 0 0       0 0     

    
48       53 

      

  24   26   54  57   
            

  
    28  31 

 

  44 57   

32 34          43 
          ．   

  

01   58       ．   
71 

            ．   

02         ．   

            ．   

03         ．   

            ．   

04         ．   

            ．   

05         ．   

            ．   

06         ．   

            ．   

07         ．   

            ．   

08         ．   

            ．   

09         ．   

            ．   

10         ．   

            ．   

11 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9       ．   

第16号の39様式記載要領 

 1 この報告書は、元売業者が納入を行った軽油について、事務所又は事業所ごとの納入数量を記載し、当該軽油の納入地の道府県知事に

提出すること。 

 2 「個人番号又は法人番号」欄には、報告者の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第

5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。)を記載すること。「個人番号又は法人

番号」欄に個人番号を記載する場合には、左側を1文字空けて記載すること。 

 3 ※印の欄は、記載しないこと。 

 4 「うち課税済みのもの」欄は、納入数量のうち既に軽油引取税を課されたものの数量を記載すること。 

第
十
六
号
の
四
十
様
式
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規

格
Ａ
４
）
（
第
八
条
の
五
十
一
関
係
）

第十六号の四十様式(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係) 

  

受付印 

          事 務 所 ・ 事 業 所 別 

          返 還 数 量 等 報 告 書 

  

※

処

理

事

項 

事業者コード 事務所コード 処理区分 予 備 整理番号 

          
   令和  年  月  日 

 

知事 殿    

個人番号

又 は

法人番号 

                          

                                                                  
報告年月日   

      
            

氏 名 又 は 名 称   

住所又は所在地 (電話        )   

令和  
 

年 
 
 月分 

  枚のうち 

  枚 目 

返 還 を 受 け た 事 務 所 又 は 事 業 所 返還を受けた数量 
備 考   

所 在 地   うち課税済みのもの 名 称 ※   コ ー ド 

  
    

      リットル 
．   

  ※       ． 

  
    

      ． 
  

  ※       ． 

  
    

      ． 
  

  ※       ． 

  
    

      ． 
  

  ※       ． 

  
    

      ． 
  

  ※       ． 

  
    

      ． 
  

  ※       ． 

  
    

      ． 
  

  ※       ． 

  
    

      ． 
  

  ※       ． 

  
    

      ． 
  

  ※       ． 

  
    

      ． 
  

  ※       ． 

計   
      ． 

  
      ． 

第十六号の四十様式(入力用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係) 

  1 7 17 22 23 32 34 47   
様式区分 事業者コード 事務所コード 

処理
区分 

カード
区分 予 備 整理番号 

1 6 4 0 0 0       0 0     

    
48       53 

      

  24   26   54  57   
            

  
    28  31 

 

  44 57   

32 34 43 
          ．   

  

01   58       ．   
71 

            ．   

02         ．   

            ．   

03         ．   

            ．   

04         ．   

            ．   

05         ．   

            ．   

06         ．   

            ．   

07         ．   

            ．   

08         ．   

            ．   

09         ．   

            ．   

10         ．   

            ．   

11 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9       ．   
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第16号の40様式記載要領 

 1 この報告書は、元売業者が納入を行ったのち返還を受けた軽油についての事務所又は事業所ごとの返還を受けた数量を記載し、当該軽

油の納入地の道府県知事に提出すること。 

 2 「個人番号又は法人番号」欄には、報告者の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第

5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。)を記載すること。「個人番号又は法人

番号」欄に個人番号を記載する場合には、左側を1文字空けて記載すること。 

 3 ※印の欄は、記載しないこと。 

 4 「うち課税済みのもの」欄は、返還を受けた数量のうち既に軽油引取税を課されたものの数量を記載すること。 

第
十
六
号
の
四
十
一
様
式
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業

規
格
Ａ
４
）
（
第
八
条
の
五
十
一
関
係
）

第十六号の四十一様式(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係) 

軽油の受払い等の数量報告書 

  
 
 

受付印 

  
※
処
理
事
項 

事業者コード 
事務所
コード 

処理
区分 

予 備 整理番号 

          

  

令和  年  月  日   
 
 
 

殿 

報告年月日 
    

    

区 分  元 ・ 特 ・ 製 

個人番号又は法人番号 
                          

(右詰で記載) 

氏 名 又 は 名 称   

住 所 又 は 所 在 地 

(電話               )   
  

令和  
  

年    月分 

  

摘 要 受 払 い 等 の 数 量 現実の受払い等の数量 備 考 

前 々 月 末 在 庫 数 量       
リットル 
．       

リットル 
． 

  

  うち課税済みのもの         ．         ． 

受

入

れ 

製 造 数 量       ．       ． 

  うち課税済みのもの         ．         ． 

輸 入 数 量       ．       ． 

引 取 数 量       ．       ． 

  うち課税済みのもの         ．         ． 

返 還 を 受 け た 数 量       ．       ． 

  うち課税済みのもの         ．         ． 

そ の 他       ．       ． 

  うち課税済みのもの         ．         ． 

合 計       ．       ． 

  うち課税済みのもの         ．         ． 

払

出

し 

引 渡 数 量       ．       ． 

  うち課税済みのもの         ．         ． 

消 費 数 量       ．       ． 

  うち課税済みのもの         ．         ． 

返 還 を 行 っ た 数 量       ．       ． 

  うち課税済みのもの         ．         ． 

そ の 他       ．       ． 

  うち課税済みのもの         ．         ． 

合 計       ．       ． 

  うち課税済みのもの         ．         ． 

前 月 末 在 庫 数 量       ．       ． 

  うち課税済みのもの         ．         ． 
 

第十六号の四十一様式(入力用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係) 

  

1 7 17 22 23 28 30 43 

  

様式区分 事業者コード 
事務所
コード 

処理
区分 

カード
区分 

予 備 整理番号 

1 6 4 1 0 0 
      0 0 

    

        

 

44       49 

            
50 1 1 1 52 

元 特 製 

 

 

 

 

 

 

 

  24   26   

  
      

  
        

 

 

  28 30   43   44   57   

  

01       ． 

  

      ． 

  

02       ．       ． 

03       ．       ． 

04       ．       ． 

05       ．       ． 

06       ． 

  

      ． 

07       ．       ． 

08       ．       ． 

09       ．       ． 

10       ．       ． 

11       ． 

  

      ． 

12       ．       ． 

13       ．       ． 

14       ．       ． 

15       ．       ． 

16       ． 

  

      ． 

17       ．       ． 

18       ．       ． 

19       ．       ． 

20       ．       ． 

21       ． 

  

      ． 

22       ．       ． 

23       ．       ． 

24       ．       ． 

25       ．       ． 

 

第16号の41様式記載要領 

 1 この報告書は、軽油の受払い、現実の受払い等に関する事実を記載し、主たる事務

所又は事業所所在地の道府県知事に提出すること。 

 2 ※印の欄は、記載しないこと。 

 3 「区分」欄は、元売業者にあっては「元」、特約業者にあっては「特」、軽油製造業

者等にあっては「製」を丸印で囲むこと。 

 4 「個人番号又は法人番号」欄には、報告者の個人番号(行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。以

下同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。)を記載すること。「個

人番号又は法人番号」欄に個人番号を記載する場合には、左側を1文字空けて記載する

こと。 

 5 「受払い等の数量」欄は、現実の軽油の受払い等の有無にかかわらず、前月の初日

から末日までの間に商取引上の引取り、引渡し等を行った軽油の数量を記載すること。 

 6 「現実の受払い等の数量」欄は、現実の軽油の受払い等に着目し、前月の初日から

末日までの間の現実の納入等に係る軽油の数量を記載すること。 

 7 「うち課税済みのもの」欄は、引取り、引渡し、納入等を行った軽油のうち既に軽

油引取税を課されたものの数量を記載すること。 

 8 「前々月末在庫数量」及び「前月末在庫数量」欄は、保有する軽油の実在庫数量を

記載すること。 

 9 「その他」欄に数量を記載した場合は、その内容を「備考」欄に記載すること。 
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第
十
六
号
の
四
十
一
様
式
別
表
一
（
提
出
用
）
（
用
紙
日

本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
八
条
の
五
十
一
関
係
）

第十六号の四十一様式別表一(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係) 

 (受入れ) 引取数量(受払い等の数量) ※

処

理

事

項 

事業者コード 
事務所
コード 

処理
区分 

予 備 整理番号 

 引渡しを行った者別・道府県別明細書           

報告者の氏名又は名称 
    

報告年月日 
        

            

令和 
 

年 
 

月分 
  枚のうち 

  枚 目 

引渡しを行った者の氏名又は名称 
引渡しを行った者の事務所

又は事業所所在の道府県名 

   引 取 数 量 
備 考 

  うち課税済みのもの 

    
      

リットル 

． 

  

        ． 

    
      ． 

        ． 

    
      ． 

        ． 

    
      ． 

        ． 

    
      ． 

        ． 

    
      ． 

        ． 

    
      ． 

        ． 

    
      ． 

        ． 

    
      ． 

        ． 

    
      ． 

        ． 

    
      ． 

        ． 

計 
      ． 

        ． 

 

第十六号の四十一様式別表一(入力用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係) 

  1 7 17 22 23 32 34 47     

  
様式区分 事業者コード 

事務所
コード 

処理
区分 

カード
区分 

予 備 整理番号   

  
1 6 4 1 0 1       0 0     

        
 

  24   26 
48       53 

54  57 
  

            

                    

              
  28  31   

 

  32 34 44 57   

  01         ．   

58         ． 73 

  02         ． 

          ． 

  03         ． 

          ． 

  04         ． 

          ． 

  05         ． 

          ． 

  06         ． 

          ． 

  07         ． 

          ． 

  08         ． 

          ． 

  09         ． 

          ． 

  10         ． 

          ． 

  11         ． 

          ． 

  12 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9       ． 

  99       ． 

 

第16号の41様式別表1記載要領 

 1 この明細書は、第16号の41様式の報告書の「引取数量」欄のうち「受払い等の数量」欄の記載に係る軽油について、引渡しを行った者

ごとに引渡しを行った者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの内訳を記載し、同様式の報告書に添付すること。 

 2 ※印の欄は、記載しないこと。 

 3 引渡しを行った者ごとの「引取数量」の小計を記載すること。 

 4 「うち課税済みのもの」欄は、引取りを行った軽油のうち既に軽油引取税を課されたものの数量を記載すること。 

第
十
六
号
の
四
十
一
様
式
別
表
二
（
提
出
用
）
（
用
紙
日

本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
八
条
の
五
十
一
関
係
）

第十六号の四十一様式別表二(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係) 

 (受入れ) 引取数量(現実の受払い等の数量) ※

処

理

事

項 

事業者コード 
事務所
コード 

処理
区分 

予 備 整理番号 

 納入を行った者別・道府県別明細書           

報告者の氏名又は名称 
    

報告年月日 
        

            

令和 
 

年 
 

月分 
  枚のうち 

  枚 目 

納入を行った者の氏名又は名称 
納入を行った者の事務所

又は事業所所在の道府県名 

   納入を受けた数量 
備 考 

  うち課税済みのもの 

    
      

リットル 

． 

  

        ． 

    
      ． 

        ． 

    
      ． 

        ． 

    
      ． 

        ． 

    
      ． 

        ． 

    
      ． 

        ． 

    
      ． 

        ． 

    
      ． 

        ． 

    
      ． 

        ． 

    
      ． 

        ． 

    
      ． 

        ． 

計 
      ． 

        ． 
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第十六号の四十一様式別表二(入力用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係) 

  1 7 17 22 23 32 34 47     

  
様式区分 事業者コード 

事務所
コード 

処理
区分 

カード
区分 

予 備 整理番号   

  
1 6 4 1 0 2       0 0     

        
 

  24   26 
48       53 

54  57 
  

            

                    

              
  28  31   

 

  32 34 44 57   

  01         ．   

58         ． 73 

  02         ． 

          ． 

  03         ． 

          ． 

  04         ． 

          ． 

  05         ． 

          ． 

  06         ． 

          ． 

  07         ． 

          ． 

  08         ． 

          ． 

  09         ． 

          ． 

  10         ． 

          ． 

  11         ． 

          ． 

  12 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9       ． 

  99       ． 

 

第16号の41様式別表2記載要領 

 1 この明細書は、第16号の41様式の報告書の「引取数量」欄のうち「現実の受払い等の数量」欄の記載に係る軽油について、納入を行っ

た者ごとに納入を行った者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの内訳を記載し、同様式の報告書に添付すること。 

 2 ※印の欄は、記載しないこと。 

 3 納入を行った者ごとの「納入を受けた数量」の小計を記載すること。 

 4 「うち課税済みのもの」欄は、納入を受けた軽油のうち既に軽油引取税を課されたものの数量を記載すること。 

第
十
六
号
の
四
十
一
様
式
別
表
三
（
提
出
用
）
（
用
紙
日

本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
八
条
の
五
十
一
関
係
）

第十六号の四十一様式別表三(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係) 

 (受入れ) 返還を受けた数量(受払い等の数量) ※

処

理

事

項 

事業者コード 
事務所
コード 

処理
区分 

予 備 整理番号 

 引取りを行った者別・道府県別明細書           

報告者の氏名又は名称 
    

報告年月日 
        

            

令和 
 

年 
 

月分 
  枚のうち 

  枚 目 

引取りを行った者の氏名又は名称 
引取りを行った者の事務所

又は事業所所在の道府県名 

   返還を受けた数量 
備 考 

  うち課税済みのもの 

    
      

リットル 

． 

  

        ． 

    
      ． 

        ． 

    
      ． 

        ． 

    
      ． 

        ． 

    
      ． 

        ． 

    
      ． 

        ． 

    
      ． 

        ． 

    
      ． 

        ． 

    
      ． 

        ． 

    
      ． 

        ． 

    
      ． 

        ． 

計 
      ． 

        ． 

 

第十六号の四十一様式別表三(入力用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係) 

  1 7 17 22 23 32 34 47     

  
様式区分 事業者コード 

事務所
コード 

処理
区分 

カード
区分 

予 備 整理番号   

  
1 6 4 1 0 3       0 0     

        
 

  24   26 
48       53 

54  57 
  

            

                    

              
  28  31   

 

  32 34 44 57   

  01         ．   

58         ． 73 

  02         ． 

          ． 

  03         ． 

          ． 

  04         ． 

          ． 

  05         ． 

          ． 

  06         ． 

          ． 

  07         ． 

          ． 

  08         ． 

          ． 

  09         ． 

          ． 

  10         ． 

          ． 

  11         ． 

          ． 

  12 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9       ． 

  99       ． 
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第16号の41様式別表3記載要領 

 1 この明細書は、第16号の41様式の報告書の「返還を受けた数量」欄のうち「受払い等の数量」欄の記載に係る軽油について、当該軽油

の引取りを行った者ごとに引取りを行った者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの内訳を記載し、同様式の報告書に添付すること。 

 2 ※印の欄は、記載しないこと。 

 3 「引取りを行った者の氏名又は名称」欄は、当該返還を受けた軽油について報告者から引取りを行った者の氏名又は名称を記載するこ

と。 

 4 引取りを行った者ごとの「返還を受けた数量」の小計を記載すること。 

 5 「うち課税済みのもの」欄は、返還を受けた軽油のうち既に軽油引取税を課されたものの数量を記載すること。 

第
十
六
号
の
四
十
一
様
式
別
表
四
（
提
出
用
）
（
用
紙
日

本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
八
条
の
五
十
一
関
係
）

第十六号の四十一様式別表四(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係) 

 (受入れ) 返還を受けた数量(現実の受払い等の数量) ※

処

理

事

項 

事業者コード 
事務所
コード 

処理
区分 

予 備 整理番号 

 納入を受けた者別・道府県別明細書           

報告者の氏名又は名称 
    

報告年月日 
        

            

令和 
 

年 
 

月分 
  枚のうち 

  枚 目 

納入を受けた者の氏名又は名称 
納入を受けた者の事務所

又は事業所所在の道府県名 

   返還を受けた数量 
備 考 

  うち課税済みのもの 

    
      

リットル 

． 

  

        ． 

    
      ． 

        ． 

    
      ． 

        ． 

    
      ． 

        ． 

    
      ． 

        ． 

    
      ． 

        ． 

    
      ． 

        ． 

    
      ． 

        ． 

    
      ． 

        ． 

    
      ． 

        ． 

    
      ． 

        ． 

計 
      ． 

        ． 

 

第十六号の四十一様式別表四(入力用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係) 

  1 7 17 22 23 32 34 47     

  
様式区分 事業者コード 

事務所
コード 

処理
区分 

カード
区分 

予 備 整理番号   

  
1 6 4 1 0 4       0 0     

        
 

  24   26 
48       53 

54  57 
  

            

                    

              
  28  31   

 

  32 34 44 57   

  01         ．   

58         ． 73 

  02         ． 

          ． 

  03         ． 

          ． 

  04         ． 

          ． 

  05         ． 

          ． 

  06         ． 

          ． 

  07         ． 

          ． 

  08         ． 

          ． 

  09         ． 

          ． 

  10         ． 

          ． 

  11         ． 

          ． 

  12 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9       ． 

  99       ． 

 

第16号の41様式別表4記載要領 

 1 この明細書は、第16号の41様式の報告書の「返還を受けた数量」欄のうち「現実の受払い等の数量」欄の記載に係る軽油について、当

該軽油の納入を受けた者ごとに納入を受けた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの内訳を記載し、同様式の報告書に添付すること。 

 2 ※印の欄は、記載しないこと。 

 3 「納入を受けた者の氏名又は名称」欄は、当該返還を受けた軽油について報告者から納入を受けた者の氏名又は名称を記載すること。 

 4 納入を受けた者ごとの「返還を受けた数量」の小計を記載すること。 

 5 「うち課税済みのもの」欄は、返還を受けた軽油のうち既に軽油引取税を課されたものの数量を記載すること。 
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第
十
六
号
の
四
十
一
様
式
別
表
五
（
提
出
用
）
（
用
紙
日

本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
八
条
の
五
十
一
関
係
）

第十六号の四十一様式別表五(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係) 

 (払出し) 引渡数量(受払い等の数量) ※

処

理

事

項 

事業者コード 
事務所
コード 

処理
区分 

予 備 整理番号 

 引取りを行った者別・道府県別明細書           

報告者の氏名又は名称 
    

報告年月日 
        

            

令和 
 

年 
 

月分 
  枚のうち 

  枚 目 

引取りを行った者の氏名又は名称 
引取りを行った者の事務所

又は事業所所在の道府県名 

   引 渡 数 量 
備 考 

  うち課税済みのもの 

    
      

リットル 

． 

  

        ． 

    
      ． 

        ． 

    
      ． 

        ． 

    
      ． 

        ． 

    
      ． 

        ． 

    
      ． 

        ． 

    
      ． 

        ． 

    
      ． 

        ． 

    
      ． 

        ． 

    
      ． 

        ． 

    
      ． 

        ． 

計 
      ． 

        ． 

 

第十六号の四十一様式別表五(入力用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係) 

  1 7 17 22 23 32 34 47     

  
様式区分 事業者コード 

事務所
コード 

処理
区分 

カード
区分 

予 備 整理番号   

  
1 6 4 1 0 5       0 0     

        
 

  24   26 
48       53 

54  57 
  

            

                    

              
  28  31   

 

  32 34 44 57   

  01         ．   

58         ． 73 

  02         ． 

          ． 

  03         ． 

          ． 

  04         ． 

          ． 

  05         ． 

          ． 

  06         ． 

          ． 

  07         ． 

          ． 

  08         ． 

          ． 

  09         ． 

          ． 

  10         ． 

          ． 

  11         ． 

          ． 

  12 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9       ． 

  99       ． 

 

第16号の41様式別表5記載要領 

 1 この明細書は、第16号の41様式の報告書の「引渡数量」欄のうち「受払い等の数量」欄の記載に係る軽油について、引取りを行った者

ごとに引取りを行った者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの内訳を記載し、同様式の報告書に添付すること。 

 2 ※印の欄は、記載しないこと。 

 3 引取りを行った者ごとの「引渡数量」の小計を記載すること。 

 4 「うち課税済みのもの」欄は、引渡しを行った軽油のうち既に軽油引取税を課されたものの数量を記載すること。 

第
十
六
号
の
四
十
一
様
式
別
表
六
（
提
出
用
）
（
用
紙
日

本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
八
条
の
五
十
一
関
係
）

第十六号の四十一様式別表六(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係) 

 (払出し) 引渡数量(現実の受払い等の数量) ※

処

理

事

項 

事業者コード 
事務所
コード 

処理
区分 

予 備 整理番号 

 納入を受けた者別・道府県別明細書           

報告者の氏名又は名称 
    

報告年月日 
        

            

令和 
 

年 
 

月分 
  枚のうち 

  枚 目 

納入を受けた者の氏名又は名称 
納入を受けた者の事務所

又は事業所所在の道府県名 

   納入を行った数量 
備 考 

  うち課税済みのもの 

    
      

リットル 

． 

  

        ． 

    
      ． 

        ． 

    
      ． 

        ． 

    
      ． 

        ． 

    
      ． 

        ． 

    
      ． 

        ． 

    
      ． 

        ． 

    
      ． 

        ． 

    
      ． 

        ． 

    
      ． 

        ． 

    
      ． 

        ． 

計 
      ． 

        ． 
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第十六号の四十一様式別表六(入力用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係) 

  1 7 17 22 23 32 34 47     

  
様式区分 事業者コード 

事務所
コード 

処理
区分 

カード
区分 

予 備 整理番号   

  
1 6 4 1 0 6       0 0     

        
 

  24   26 
48       53 

54  57 
  

            

                    

              
  28  31   

 

  32 34 44 57   

  01         ．   

58         ． 73 

  02         ． 

          ． 

  03         ． 

          ． 

  04         ． 

          ． 

  05         ． 

          ． 

  06         ． 

          ． 

  07         ． 

          ． 

  08         ． 

          ． 

  09         ． 

          ． 

  10         ． 

          ． 

  11         ． 

          ． 

  12 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9       ． 

  99       ． 

 

第16号の41様式別表6記載要領 

 1 この明細書は、第16号の41様式の報告書の「引渡数量」欄のうち「現実の受払い等の数量」欄の記載に係る軽油について、納入を受け

た者ごとに納入を受けた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの内訳を記載し、同様式の報告書に添付すること。 

 2 ※印の欄は、記載しないこと。 

 3 納入を受けた者ごとの「納入を行った数量」の小計を記載すること。 

 4 「うち課税済みのもの」欄は、納入を行った軽油のうち既に軽油引取税を課されたものの数量を記載すること。 

第
十
六
号
の
四
十
一
様
式
別
表
七
（
提
出
用
）
（
用
紙
日

本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
八
条
の
五
十
一
関
係
）

第十六号の四十一様式別表七(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係) 

 (払出し) ※

処

理

事

項 

事業者コード 
事務所
コード 

処理
区分 

予 備 整理番号 

消 費 数 量 明 細 書           

報告者の氏名又は名称 
    

報告年月日 
        

            

令和 
 

年 
 

月分 
  枚のうち 

  枚 目 

事 務 所 又 は 事 業 所    消 費 数 量 
備 考 

名 称 所 在 地   うち課税済みのもの 

    
      

リットル 

． 

  

        ． 

    
      ． 

        ． 

    
      ． 

        ． 

    
      ． 

        ． 

    
      ． 

        ． 

    
      ． 

        ． 

    
      ． 

        ． 

    
      ． 

        ． 

    
      ． 

        ． 

    
      ． 

        ． 

    
      ． 

        ． 

計 
      ． 

        ． 

 

第十六号の四十一様式別表七(入力用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係) 

  1 7 17 22 23 32 34 47     

  
様式区分 事業者コード 

事務所
コード 

処理
区分 

カード
区分 

予 備 整理番号   

  
1 6 4 1 0 7       0 0     

        
 

  24   26 
48       53 

54  57 
  

            

                    

              
  28  31   

 

  32 34 44 57   

  01         ．   

58       ． 71 

  02         ． 

        ． 

  03         ． 

        ． 

  04         ． 

        ． 

  05         ． 

        ． 

  06         ． 

        ． 

  07         ． 

        ． 

  08         ． 

        ． 

  09         ． 

        ． 

  10         ． 

        ． 

  11         ． 

        ． 

  12 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9       ． 

        ． 
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第16号の41様式別表7記載要領 

 1 この明細書は、第16号の41様式の報告書の「消費数量」欄の記載に係る軽油について、事務所又は事業所ごとの消費数量の内訳を記載

し、同様式の報告書に添付すること。 

 2 ※印の欄は、記載しないこと。 

 3 「うち課税済みのもの」欄は、消費を行った軽油のうち既に軽油引取税を課されたものの数量を記載すること。 

第
十
六
号
の
四
十
一
様
式
別
表
八
（
提
出
用
）
（
用
紙
日

本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
八
条
の
五
十
一
関
係
）

第十六号の四十一様式別表八(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係) 

 (払出し) 返還を行った数量(受払い等の数量) ※

処

理

事

項 

事業者コード 
事務所
コード 

処理
区分 

予 備 整理番号 

 引渡しを行った者別・道府県別明細書           

報告者の氏名又は名称 
    

報告年月日 
        

            

令和 
 

年 
 

月分 
  枚のうち 

  枚 目 

引渡しを行った者の氏名又は名称 
引渡しを行った者の事務所

又は事業所所在の道府県名 

   返還を行った数量 
備 考 

  うち課税済みのもの 

    
      

リットル 

． 

  

        ． 

    
      ． 

        ． 

    
      ． 

        ． 

    
      ． 

        ． 

    
      ． 

        ． 

    
      ． 

        ． 

    
      ． 

        ． 

    
      ． 

        ． 

    
      ． 

        ． 

    
      ． 

        ． 

    
      ． 

        ． 

計 
      ． 

        ． 

 

第十六号の四十一様式別表八(入力用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係) 

  1 7 17 22 23 32 34 47     

  
様式区分 事業者コード 

事務所
コード 

処理
区分 

カード
区分 

予 備 整理番号   

  
1 6 4 1 0 8       0 0     

        
 

  24   26 
48       53 

54  57 
  

            

                    

              
  28  31   

 

  32 34 44 57   

  01         ．   

58         ． 73 

  02         ． 

          ． 

  03         ． 

          ． 

  04         ． 

          ． 

  05         ． 

          ． 

  06         ． 

          ． 

  07         ． 

          ． 

  08         ． 

          ． 

  09         ． 

          ． 

  10         ． 

          ． 

  11         ． 

          ． 

  12 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9       ． 

  99       ． 

 

第16号の41様式別表8記載要領 

 1 この明細書は、第16号の41様式の報告書の「返還を行った数量」欄のうち「受払い等の数量」欄の記載に係る軽油について、当該軽油

の引渡しを行った者ごとに引渡しを行った者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの内訳を記載し、同様式の報告書に添付すること。 

 2 ※印の欄は、記載しないこと。 

 3 「引渡しを行った者の氏名又は名称」欄は、当該返還を行った軽油について報告者に引渡しを行った者の氏名又は名称を記載すること。 

 4 引渡しを行った者ごとの「返還を行った数量」の小計を記載すること。 

 5 「うち課税済みのもの」欄は、返還を行った軽油のうち既に軽油引取税を課されたものの数量を記載すること。 
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第
十
六
号
の
四
十
一
様
式
別
表
九
（
提
出
用
）
（
用
紙
日

本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
八
条
の
五
十
一
関
係
）

第十六号の四十一様式別表九(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係) 

 (払出し) 返還を行った数量(現実の受払い等の数量) ※

処

理

事

項 

事業者コード 
事務所
コード 

処理
区分 

予 備 整理番号 

 納入を行った者別・道府県別明細書           

報告者の氏名又は名称 
    

報告年月日 
        

            

令和 
 

年 
 

月分 
  枚のうち 

  枚 目 

納入を行った者の氏名又は名称 
納入を行った者の事務所

又は事業所所在の道府県名 

   返還を行った数量 
備 考 

  うち課税済みのもの 

    
      

リットル 

． 

  

        ． 

    
      ． 

        ． 

    
      ． 

        ． 

    
      ． 

        ． 

    
      ． 

        ． 

    
      ． 

        ． 

    
      ． 

        ． 

    
      ． 

        ． 

    
      ． 

        ． 

    
      ． 

        ． 

    
      ． 

        ． 

計 
      ． 

        ． 

 

第十六号の四十一様式別表九(入力用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係) 

  1 7 17 22 23 32 34 47     

  
様式区分 事業者コード 

事務所
コード 

処理
区分 

カード
区分 

予 備 整理番号   

  
1 6 4 1 0 9       0 0     

        
 

  24   26 
48       53 

54  57 
  

            

                    

              
  28  31   

 

  32 34 44 57   

  01         ．   

58         ． 73 

  02         ． 

          ． 

  03         ． 

          ． 

  04         ． 

          ． 

  05         ． 

          ． 

  06         ． 

          ． 

  07         ． 

          ． 

  08         ． 

          ． 

  09         ． 

          ． 

  10         ． 

          ． 

  11         ． 

          ． 

  12 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9       ． 

  99       ． 

 

第16号の41様式別表9記載要領 

 1 この明細書は、第16号の41様式の報告書の「返還を行った数量」欄のうち「現実の受払い等の数量」欄の記載に係る軽油について、当

該軽油の納入を行った者ごとに納入を行った者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの内訳を記載し、同様式の報告書に添付すること。 

 2 ※印の欄は、記載しないこと。 

 3 「納入を行った者の氏名又は名称」欄は、当該返還を行った軽油について報告者に納入を行った者の氏名又は名称を記載すること。 

 4 納入を行った者ごとの「返還数量」の小計を記載すること。 

 5 「うち課税済みのもの」欄は、返還を行った軽油のうち既に軽油引取税を課されたものの数量を記載すること。 

第
十
六
号
の
四
十
一
様
式
別
表
十
（
提
出
用
）
（
用
紙
日

本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
八
条
の
五
十
一
関
係
）

第十六号の四十一様式別表十(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係) 

  ※

処

理

事

項 

事業者コード 
事務所
コード 

処理
区分 

予 備 整理番号 

在庫数量(現実の受払い等の数量)明細書           

報告者の氏名又は名称 
    

報告年月日 
        

            

令和 
 

年 
 

月分 
  枚のうち 

  枚 目 

事 務 所 又 は 事 業 所    在 庫 数 量 
備 考 

名 称 所 在 地   うち課税済みのもの 

    
      

リットル 

． 

  

        ． 

    
      ． 

        ． 

    
      ． 

        ． 

    
      ． 

        ． 

    
      ． 

        ． 

    
      ． 

        ． 

    
      ． 

        ． 

    
      ． 

        ． 

    
      ． 

        ． 

    
      ． 

        ． 

    
      ． 

        ． 

計 
      ． 

        ． 
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第十六号の四十一様式別表十(入力用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係) 

  1 7 17 22 23 32 34 47     

  
様式区分 事業者コード 

事務所
コード 

処理
区分 

カード
区分 

予 備 整理番号   

  
1 6 4 1 1 0       0 0     

        
 

  24   26 
48       53 

54  57 
  

            

                    

              
  28  31   

 

  32 34 44 57   

  01         ．   

58       ． 71 

  02         ． 

        ． 

  03         ． 

        ． 

  04         ． 

        ． 

  05         ． 

        ． 

  06         ． 

        ． 

  07         ． 

        ． 

  08         ． 

        ． 

  09         ． 

        ． 

  10         ． 

        ． 

  11         ． 

        ． 

  12 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9       ． 

        ． 

 

第16号の41様式別表10記載要領 

 1 この明細書は、第16号の41様式の報告書の「前月末在庫数量」欄のうち「現実の受払い等の数量」欄の記載に係る軽油について、事務

所又は事業所ごとの在庫数量の内訳を記載し、同様式の報告書に添付すること。 

 2 ※印の欄は、記載しないこと。 

 3 「うち課税済みのもの」欄は、在庫数量のうち既に軽油引取税を課されたものの数量を記載すること。 

第
十
六
号
の
四
十
一
様
式
別
表
十
一
（
提
出
用
）
（
用
紙

日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
八
条
の
五
十
一
関
係
）

第十六号の四十一様式別表十一(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係) 

 (受入れ) ※

処

理

事

項 

事業者コード 
事務所
コード 

処理
区分 

予 備 整理番号 

製 造 数 量 明 細 書           

報告者の氏名又は名称 
    

報告年月日 
        

            

令和 
 

年 
 

月分 
  枚のうち 

  枚 目 

製 造 を 行 っ た 事 業 所    製 造 数 量 
備 考 

名 称 所 在 地   うち課税済みのもの 

    
      

リットル 

． 

  

          

    
      ． 

          

    
      ． 

          

    
      ． 

          

    
      ． 

          

    
      ． 

          

    
      ． 

          

    
      ． 

          

    
      ． 

          

    
      ． 

          

    
      ． 

          

計 
      ． 

          

 

第十六号の四十一様式別表十一(入力用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係) 

  1 7 17 22 23 32 34 47     

  
様式区分 事業者コード 

事務所
コード 

処理
区分 

カード
区分 

予 備 整理番号   

  
1 6 4 1 1 1       0 0     

        
 

  24   26 
48       53 

54  57 
  

            

                    

              
  28  31   

 

  32 34 44 57   

  01         ．   

58         71 

  02         ． 

          

  03         ． 

          

  04         ． 

          

  05         ． 

          

  06         ． 

          

  07         ． 

          

  08         ． 

          

  09         ． 

          

  10         ． 

          

  11         ． 

          

  12 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9       ． 
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第16号の41様式別表11記載要領 

 1 この明細書は、第16号の41様式の報告書の「製造数量」欄の記載に係る軽油について、軽油の製造を行った事業所ごとの製造数量の内

訳を記載し、同様式の報告書に添付すること。 

 2 ※印の欄は、記載しないこと。 

 3 「製造を行った事業所」欄中「名称」欄は、実際に製造を行った製造場等の名称を記載すること。 

 4 「うち課税済みのもの」欄は、製造した軽油のうち既に軽油引取税を課されたものの数量を記載すること。 

第
十
六
号
の
四
十
一
様
式
別
表
十
二
（
提
出
用
）
（
用
紙

日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
八
条
の
五
十
一
関
係
）

第十六号の四十一様式別表十二(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係) 

(受入れ) 

輸 入 数 量 明 細 書 
※
処
理
事
項 

事業者コード 事務所コード 処理区分 予 備 整理番号 

  
        

報告者の氏名又は名称 

報告年月日 
  

      

              令和       年       月分 
  枚のうち 

  枚 目 

輸 入 の 許 可 に 係 る 税 関 

  
輸 入 の 許 可 を

受 け た 年 月 日 

関 税 定 率 法

別 表 の 品 名 

輸 入 統 計 品 目 表

の 統 計 番 号 
輸 入 数 量 備 考 ※ 

 コード 

  
  

    
2710.19 

  

        
リットル 

 
 ． 

  
  

※ 

  
  

    
2710.19 

  

        
 ． 

  
※ 

  
  

    
2710.19 

  

        
 ． 

  
※ 

  
  

    
2710.19 

  

        
 ． 

  
※ 

  
  

    
2710.19 

  

        
 ． 

  
※ 

  
  

    
2710.19 

  

        
 ． 

  
※ 

  
  

    
2710.19 

  

        
 ． 

  
※ 

  
  

    
2710.19 

  

        
 ． 

  
※ 

  
  

    
2710.19 

  

        
 ． 

  
※ 

  
  

    
2710.19 

  

        
 ． 

  
※ 

  
  

    
2710.19 

  

        
 ． 

  
※ 

計       

 ． 

 

第十六号の四十一様式別表十二(入力用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係) 

  1 7 17 22 23 32 34 47     

  
様式区分 事業者コード 事務所コード 処理区分 カード区分 予 備 整理番号   

  
1 6 4 1 1 2        0 0     

        
 

  24   26 
48       53 

54  57 
  

            

                    

              
  28  31   

 
  41 54   
  38   

      
 ． 

  
32 34 

        
01       

  
  

      
 ． 

  
        

02         
  

      
 ． 

  
        

03       
  

  
      

 ． 

  
        

04         
  

      
 ． 

  
        

05       
  

  
      

 ． 

  
        

06         
  

      
 ． 

  
        

07         
  

      
 ． 

  
        

08       
  

  
      

 ． 

  
        

09         
  

      
 ． 

  
        

10       
  

  
      

 ． 

  
        

11         
  

      
 ． 

  
  9 9 9 

12 9 9 9 9     

 

第16号の41様式別表12記載要領 

 1 この明細書は、第16号の41様式の報告書の「輸入数量」欄の記載に係る軽油について、軽油の輸入の許可に係る税関ごとに当該輸入の

許可ごとの内訳を記載し、同様式の報告書に添付すること。 

 2 ※印の欄は、記載しないこと。 

 3 「輸入の許可に係る税関」欄は、関税法第67条の規定に基づく輸入(納税)申告書を提出した税関官署の名称(支署・出張所の場合にあっ

ては、その名称)を記載すること。 

 4 「関税定率法別表の品名」欄は、輸入した軽油に係る関税定率法別表に掲げる石油製品の種別(同表に掲げる灯油・軽油・重油・粗油等

の別)を記載すること。 

 5 「輸入統計品目表の統計番号」欄は、輸入統計品目表(関税法第102条の規定に基づく輸出統計品目表及び輸入統計品目表(昭和62年大蔵

省告示第94号)の輸入統計品目表をいう。)の分類に基づき、2710.19の6桁の番号に続く3桁の細分番号を記載すること。 
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第
十
六
号
の
四
十
二
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）

（
第
八
条
の
五
十
一
関
係
）

第十六号の四十二様式(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係) 

  
 
 
受付印 

軽 油 の 製 造 数 量 等 の 報 告 書         

  

令和  年  月  日   
 
 
 
 

知事 殿 

※
処

理

事

項 

事業者コード 
事務所
コード 

処理
区分 

予 備 整理番号 

          

報告年月日 

        

個 人 番 号 又 は

法 人 番 号 
                          (右詰で記載) 

製 造 を し た 者 の

氏 名 又 は 名 称 
  

製 造 を し た 者 の

住 所 又 は 所 在 地 
(電話            )  

製 造 を し た 年 月 日 令和    年    月    日 

製 造 を し た 場 所 
  

製 造 に 使 用 し た

炭 化 水 素 油

そ の 他 の 原 材 料 

性 状 数 量 

  
リットル 

    

    

軽 油 の 製 造 方 法 
  

製 造 し た 軽 油 の 数 量 リットル 

製 造 し た 軽 油 の 用 途 
  

譲渡し

ようと

する相

手 方 

氏名又は名称 
      

住 所 又 は

所 在 地 

      

譲 渡 又 は 消 費 の

予 定 年 月 日 
令和  年  月  日 令和  年  月  日 令和  年  月  日 

譲

渡

先 

氏名又は名称 
      

住 所 又 は

所 在 地 

      

譲 渡 又 は 消 費 の

年 月 日 
令和  年  月  日 令和  年  月  日 令和  年  月  日 

譲 渡 又 は 消 費 の 数 量 リットル リットル リットル 

 

第16号の42様式記載要領 

 1 この報告書は、地方税法第144条の35第2項の規定による軽油の製造に係る報告をしよ

うとする場合に使用し、当該製造をした日から30日以内に、当該製造をした者の主たる

事務所又は事業所所在地の道府県知事に1通提出すること。 

 2 ※印の欄は、記載しないこと。 

 3 「個人番号又は法人番号」欄には、報告者の個人番号(行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。以

下同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。)を記載すること。「個

人番号又は法人番号」欄に個人番号を記載する場合には、左側を1文字空けて記載する

こと。 

 4 「製造をした場所」欄は、実際に製造を行った事業所等の所在地を記載すること。 

 5 「性状」欄は、石油製品の種別又は原材料としたものを記載すること。 

 6 「軽油の製造方法」欄は、当該軽油を製造した方法について具体的に記載すること。 

 7 「譲渡しようとする相手方」欄は、製造した軽油を譲渡しようとする場合における当

該軽油の譲渡について、当該譲渡しようとする相手方ごとに、当該者の氏名又は名称及

び住所又は所在地を記載すること。 

 8 「譲渡先」欄は、製造した軽油を譲渡した場合における当該軽油の譲渡について、当

該譲渡した相手方ごとに、当該者の氏名又は名称及び住所又は所在地を記載すること。 

第
十
六
号
の
四
十
三
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）

（
第
九
条
の
五
及
び
第
九
条
の
十
七
関
係
）

第十六号の四十三様式(用紙日本産業規格A4)(第九条の五及び第九条の十七関係) 

      
申
告
区
分 

1．新規登録(新車)  2．新規登録(中古車)  3．移転登録 

4．転入       5．転出        6．抹消登録 

7．変更(使用者・住所・氏名・定置場・番号・構造・用途) 

8．その他(                       ) 

  
取
得
原
因 

1．売買    2．相続 

3．贈与 

4．所有権留保解除 

5．その他(      ) 

  
課
税
区
分 

1．課税  2．非課税  3．課税免除 

4．減免(障害者・その他) 

5．免税点以下    6．商品車 

7．その他(          ) 

種別割 
  自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書) 

知 事 殿      

次のとおり申告(報告)します。       令和  年  月  日 

      
            

  
  

 環境

性能割 

        

    
   

登
録
番
号 

  運輸支局等   車種区分 かな 番 号   旧
登
録
番
号 

  運輸支局等   車種区分  かな  番 号   登録年月日 初度登録年月 

                
― 

          
― 

  
― 

                                                  
年
号 

 

3．昭和 

4．平成 

5．令和 

 
年
号 

 

3．昭和 

4．平成 

5．令和 

             
  (右詰で記入)     (右詰で記入)   

                                    

納
税(

申
告
・
報
告)

義
務
者 

住
所
又
は
所
在
地 

(都道府県、市町村名、番地まで記入) 
用
途 

 01．乗用車    02．トラック(貨物)    03．トラック(貨客兼用車)    04．トラック(けん引車)    05．トラック(被けん引車)    06．バス(一般乗合用) 

 07．バス(その他(        ))    08．三輪小型    09．特種用途自動車(        )    10．その他(        )    11．バス(一般貸切用) 
 

種 別 営・自区分 車 体 の 形 状 車 名 (通 称 名) 型 式 

          
1．普通 2．小型 

3．三輪 
    

1．営業用 

2．自家用 
    

 (ビル、アパート、マンション及び棟室番号を左詰で記入) 

 

    

 

乗 車 定 員 最 大 積 載 量 車 両 重 量 車 両 総 重 量 車 台 番 号 類別区分番号 

人(      人) kg(     kg) kg kg 
    

原 動 機 の 型 式 長 さ 幅 高さ 総排気量又は定格出力 ローター数 燃 料 の 種 類 

  

cm cm cm 

l 
kw 

  
1．ガソリン  2．軽油 
3．その他(      ) 

  
    

(フリガナ) 

氏 名 
又は 

名 称 

  
  

 
車 検 有 効 期 限 商品車である場合の古物商許可番号 主 た る 定 置 場 ※( )内は旧主たる定置場所在の市町村名を記入 

令和   年   月   日 
  

  

生 年

月 日 
年
号 

 

1．明治 2．大正 

3．昭和 4．平成 

5．令和 

 

環
境
性
能
割 

通
常
の
取
得
価
額 

車両本体  円 

(                )   

付加物  円 取 得 前 の 用 途 
電 話

番 号 
(左詰で記入)   1．営業用        2．自家用 

  3．その他(              ) 

  
     年   

付加物

の内訳 

(品名) (価額) 

円   

所
有
者 

住 所 

又は 
所 在 地 

  所 有 形 態 

課 税 標 準 額  円 

  1．自己所有  2．所有権留保  3．商品車  4．リース車 

  5．譲渡担保  6．その他(              ) 

  
    

  
(フリガナ)
氏 名 

又は 
名 称 

  

申

告

・

報

告

義

務

者 

以

外

に

当

該

申

告

に 

関

わ

る

者 

住 所 

又は 

所在地 

  
  

税額 
 ／100

  円 

使
用
者 

住 所 
又は 

所 在 地 

  

税 率 区 分 記載要領14を参照 

     
氏 名 

又は 

名 称 

  

        

     
(フリガナ) 
氏 名 

又は 

名 称 

  燃 費 変速装置 構 造 バリアフリー・ASV特例 電 話

番 号 
         (        )   

km／l 

AT・MT A・B 
受
・
否 

 記載要領16

を参照 

  

  

        

  
    

旧
所
有
者 

住 所 
又は 

所 在 地 

  

種
別
割 

年 税 額  円 

税 額  月／12  円 氏 名 

又は 
名 称 

  

グ
リ
ー
ン
化 

特
例 

1．電気・天然ガス・PHV 
2．(ガソリン車・LPG車)★★★★かつR12年度燃費基準90％達成かつR2年度燃費基準達成の営業用の乗用車 
3．(ガソリン車・LPG車)★★★★かつR12年度燃費基準70％達成かつR2年度燃費基準達成の営業用の乗用車 
4．(ディーゼル車)H30年排出ガス基準適合又はH21年排出ガス基準適合かつR12年度燃費基準90％達成か
つR2年度燃費基準達成の営業用の乗用車 

5．(ディーゼル車)H30年排出ガス基準適合又はH21年排出ガス基準適合かつR12年度燃費基準70％達成か
つR2年度燃費基準達成の営業用の乗用車 
6．ガソリン・LPG車新車新規登録後13年超 
7．ディーゼル車新車新規登録後11年超 

  

旧
使
用
者 

住 所 

又は 
所 在 地 

  

    

  

氏 名 
又は 

名 称 

  

税 額 の 合 計  円 

※この欄には記入しないこと。 

 

第16号の43様式記載要領 

  1 この申告書は、法第160条の規定により自動車税環境性能割の納付に関し申告又は報告を行う場合、また、法第177条の13第1項の規定により自動車税種別割の賦課徴収に関し申告又は報告を行う場合に使用すること。 
  2 「申告区分」及び「取得原因」の各欄には、該当する項目の番号を右の枠内に記入すること。また、「申告区分」の欄で「7．変更」に該当する場合には、番号を記入するほか、( )内の該当項目を○で囲むこと。 

  3 「課税区分」の欄には、該当する項目の番号を「環境性能割」及び「種別割」の各枠内に記入すること。また、移転登録による自動車税種別割の課税対象外、本人持ち込みにより他の都道府県から転入する場合の自動車税環境性能割の課税対象外等、1から6までの項目に該当
しない場合には、「7．その他」を選択し( )内にその詳細を記入すること。 

  4 「登録年月日」、「初度登録年月」及び「生年月日」の各欄のうち年号の部分には、該当する項目の番号を枠内に記入すること。 
  5 「納税(申告・報告)義務者」の欄の「住所又は所在地」には、上段に都道府県、市町村名、番地まで記入すること。また、納税義務者等がビル等に入居している場合又は同居人である場合には、下段の枠内に、ビル等の名称のほかに棟号数、室番号又は○○様方のように、郵

送物が確実に届くように記入すること。 
  6 「用途」、「種別」、「営・自区分」、「燃料の種類」、「所有形態」及び「グリーン化特例」の各欄には、該当する項目の番号を枠内に記入すること。 
  7 「用途」の欄で「07．バス(その他)」、「09．特種用途自動車」又は「10．その他」に該当する場合及び「燃料の種類」又は「所有形態」の各欄で「その他」に該当する場合は、( )内にその詳細を記入すること。 

  8 「車体の形状」の欄には、自動車検査証の「車体の形状」の欄に記載された形状を記入すること。 
  9 「乗車定員」及び「最大積載量」の各欄には、貨客兼用車等であるため乗車定員及び最大積載量がそれぞれ複数ある場合、( )内にはいずれか大きい方の乗車定員とこれに係る最大積載量を記入すること。 
  10 「長さ」、「幅」及び「高さ」の各欄には、特種用途自動車の場合のみ記入すること。 

  11 「取得前の用途」の欄には、他から自動車の譲渡を受けた場合など、今回の申告以前も当該自動車が所有されていた場合においてその用途について該当する項目の番号を枠内に記入し、併せて初度登録年月からの経過年数を記入すること。また、「3．その他」に該当する場
合には、( )内にその詳細を記入すること。 

  12 「通常の取得価額」の欄には、法第156条に規定する通常の取得価額を記入すること。 

  13 「通常の取得価額」の欄の「付加物の内訳」には、具体的な付加物の名称とその金額を記入すること。 
  14 「税率区分」の欄には、次のうち、該当する項目の番号を枠内に記入すること。また、「★★★★」は平成30年排出ガス基準50％低減又は平成17年排出ガス基準75％低減達成車のことを、「★★★」は平成30年排出ガス基準25％低減又は平成17年排出ガス基準50％低減達成

車のことをいう。 

    なお、令和12年度基準エネルギー消費効率、令和4年度基準エネルギー消費効率及び令和2年度基準エネルギー消費効率を算定していない自動車であって、次の【乗用車】の01～05又は【2.5t以下トラック】のうち、平成22年度基準エネルギー消費効率を算定している自動車
については、「R12年度燃費基準85％達成」は「H22年度燃費基準＋84％達成」に、「R12年度燃費基準80％達成」は「H22年度燃費基準＋73％達成」に、「R12年度燃費基準70％達成」は「H22年度燃費基準＋51％達成」に、「R12年度燃費基準60％達成」は「H22年度燃費基準＋
30％達成」に、「R2年度燃費基準達成」は「H22年度燃費基準＋50％達成」に、「R4年度燃費基準105％達成」は「H22年度燃費基準＋63％達成」に、「R4年度燃費基準達成」は「H22年度燃費基準＋55％達成」に、「R4年度燃費基準95％達成」は「H22年度燃費基準＋47％達成」

に読み替えた上、該当する項目の番号を記入すること。 
    また、令和12年度基準エネルギー消費効率を算定していない自動車であって、次の【乗用車】の01～15のうち、令和2年度基準エネルギー消費効率及び平成27年度基準エネルギー消費効率を算定している自動車については、「R12年度燃費基準85％達成」は「R2年度燃費基準

123％達成」に、「R12年度燃費基準80％達成」は「R2年度燃費基準116％達成」に、「R12年度燃費基準70％達成」は「R2年度燃費基準102％達成」に、「R12年度燃費基準60％達成」は「R2年度燃費基準87％達成」に読み替えた上、該当する項目の番号を記入すること。 

 
  【乗用車(ガソリン車)】 
   01．★★★★かつR12年度燃費基準85％達成かつR2年度燃費基準達成ガソリン車(非課税) 
   02．★★★★かつR12年度燃費基準80％達成かつR2年度燃費基準達成ガソリン車(自家用：1／100、営業用：非課税) 
   03．★★★★かつR12年度燃費基準70％達成かつR2年度燃費基準達成ガソリン車(自家用：2／100、営業用：0.5／100) 
   04．★★★★かつR12年度燃費基準60％達成かつR2年度燃費基準達成ガソリン車(自家用：3／100、営業用：1／100) 
   05．01～04に該当しないガソリン車(自家用：3／100、営業用：2／100) 

【乗用車(LPG車)】 
 06．★★★★かつR12年度燃費基準85％達成かつR2年度燃費基準達成LPG車(非課税) 
 07．★★★★かつR12年度燃費基準80％達成かつR2年度燃費基準達成LPG車(自家用：1／100、営業用：非課税) 
 08．★★★★かつR12年度燃費基準70％達成かつR2年度燃費基準達成LPG車(自家用：2／100、営業用：0.5／100) 
 09．★★★★かつR12年度燃費基準60％達成かつR2年度燃費基準達成LPG車(自家用：3／100、営業用：1／100) 
 10．06～09に該当しないLPG車(自家用：3／100、営業用：2／100) 

  【乗用車(ディーゼル車)】 

   11．H30年排出ガス基準適合又はH21年排出ガス基準適合かつR12年度燃費基準85％達成かつR2年度燃費基準達成ディーゼル車(非課税) 

   12．H30年排出ガス基準適合又はH21年排出ガス基準適合かつR12年度燃費基準80％達成かつR2年度燃費基準達成ディーゼル車(自家用：1／100、営業用：非課税) 

   13．H30年排出ガス基準適合又はH21年排出ガス基準適合かつR12年度燃費基準70％達成かつR2年度燃費基準達成ディーゼル車(自家用：2／100、営業用：0.5／100) 

   14．H30年排出ガス基準適合又はH21年排出ガス基準適合かつR12年度燃費基準60％達成かつR2年度燃費基準達成ディーゼル車(自家用：3／100、営業用：1／100) 

   15．11～14に該当しないディーゼル車(自家用：3／100、営業用：2／100) 
  【2.5t以下トラック】 
   16．★★★★かつR4年度燃費基準105％達成ガソリン車(非課税) 
   17．★★★★かつR4年度燃費基準達成ガソリン車(自家用：1／100、営業用：0.5／100) 
  【3.5t以下バス】 
   20．★★★★かつR2年度燃費基準105％達成ガソリン車(非課税) 
   21．★★★★かつR2年度燃費基準達成ガソリン車(自家用：1／100、営業用：0.5／100) 
   22．★★★かつR2年度燃費基準110％達成ガソリン車(非課税) 
   23．★★★かつR2年度燃費基準105％達成ガソリン車(自家用：1／100、営業用：0.5／100) 
   24．★★★かつR2年度燃費基準達成ガソリン車(自家用：2／100、営業用：1／100) 
 
  【2.5t超3.5t以下トラック】 
   31．★★★★かつR4年度燃費基準達成ガソリン車(非課税) 
   32．★★★★かつR4年度燃費基準95％達成ガソリン車(自家用：1／100、営業用：0.5／100) 
   33．★★★かつR4年度燃費基準105％達成ガソリン車(非課税) 
   34．★★★かつR4年度燃費基準達成ガソリン車(自家用：1／100、営業用：0.5／100) 
   35．★★★かつR4年度燃費基準95％達成ガソリン車(自家用：2／100、営業用：1／100) 

 
 18．★★★★かつR4年度燃費基準95％達成ガソリン車(自家用：2／100、営業用：1／100) 
 19．16～18に該当しないもの(自家用：3／100、営業用：2／100) 
 
 25．H30年排出ガス基準適合又はH21年排出ガス基準10％低減かつR2年度燃費基準105％達成ディーゼル車(非課税) 
 26．H30年排出ガス基準適合又はH21年排出ガス基準10％低減かつR2年度燃費基準達成ディーゼル車(自家用：1／100、営業用：0.5／100) 
 27．H21年排出ガス基準適合かつR2年度燃費基準110％達成ディーゼル車(非課税) 
 28．H21年排出ガス基準適合かつR2年度燃費基準105％達成ディーゼル車(自家用：1／100、営業用：0.5／100) 
 29．H21年排出ガス基準適合かつR2年度燃費基準達成ディーゼル車(自家用：2／100、営業用：1／100) 
 30．20～29に該当しないもの(自家用：3／100、営業用：2／100) 
 
 36．H30年排出ガス基準適合又はH21年排出ガス基準10％低減かつR4年度燃費基準達成ディーゼル車(非課税) 
 37．H30年排出ガス基準適合又はH21年排出ガス基準10％低減かつR4年度燃費基準95％達成ディーゼル車(自家用：1／100、営業用：0.5／100) 
 38．H21年排出ガス基準適合かつR4年度燃費基準105％達成ディーゼル車(非課税) 
 39．H21年排出ガス基準適合かつR4年度燃費基準達成ディーゼル車(自家用：1／100、営業用：0.5／100) 
 40．H21年排出ガス基準適合かつR4年度燃費基準95％達成ディーゼル車(自家用：2／100、営業用：1／100) 
 41．31～40に該当しないもの(自家用：3／100、営業用：2／100) 

  【3.5t超バス】 

   42．H28年排出ガス基準適合又はH21年排出ガス基準10％低減かつH27年度燃費基準＋15％達成ディーゼル車(非課税) 

   43．H28年排出ガス基準適合又はH21年排出ガス基準10％低減かつH27年度燃費基準＋10％達成ディーゼル車(自家用：1／100、営業用：0.5／100) 

   44．H28年排出ガス基準適合又はH21年排出ガス基準10％低減かつH27年度燃費基準＋5％達成ディーゼル車(自家用：2／100、営業用：1／100) 

   45．42～44に該当しないもの(自家用：3／100、営業用：2／100) 

  【3.5t超トラック】 

   46．H28年排出ガス基準適合又はH21年排出ガス基準10％低減かつH27年度燃費基準＋15％達成ディーゼル車(非課税) 

   47．H28年排出ガス基準適合又はH21年排出ガス基準10％低減かつH27年度燃費基準＋10％達成ディーゼル車(自家用：1／100、営業用：0.5／100) 

   48．H28年排出ガス基準適合又はH21年排出ガス基準10％低減かつH27年度燃費基準＋5％達成ディーゼル車(自家用：2／100、営業用：1／100) 

   49．46～48に該当しないもの(自家用：3／100、営業用：2／100) 

  【その他の自動車】 

 50．電気自動車、天然ガス自動車(H30年排出ガス基準適合(3.5t以下の自動車)又はH21年排出ガス基準10％低減)(非課税) 

 51．プラグインハイブリッド自動車(非課税) 
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 52．01～51に該当しないもの(自家用：3／100、営業用：2／100) 

15 上記14の01～49のいずれかに該当する場合は「燃費」の欄に燃費値を記入すること。また、貨物自動車の場合には、「変速装置」の欄について該当する項目を○で囲むこと。 

  なお、「構造」の欄については、車両総重量1.7t超3.5t以下の貨物自動車については「A」又は「B」を選択すること。「A」は次の要件のいずれにも該当する場合をいい、「A」以外の場合を「B」という。 

  (い)最大積載量を車両総重量で除した値が0.3以下となるものであること。   (ろ)乗車装置及び物品積載装置が同一の車室内に設けられており、かつ、当該車室と車体外とを固定された屋根、窓ガラス等の隔壁により仕切られるものであること。 

  (は)運転室の前方に原動機を有するものであること。 

16 「バリアフリー・ASV特例」の欄には、特例の適用を受けようとするか否かについて、該当する項目を○で囲むこと。特例の適用を受けようとする場合は、次のうち、該当する項目の番号を枠内に記入すること。 

  なお、「バス等」は専ら人の運送の用に供する自動車で乗車定員10人以上のもの(立席を有するものを除く。)のことをいう。 

 01．ノンステップバス＜1,000万円控除＞(R7.3.31まで) 

 02．リフト付きバス(乗車定員30人以上の空港アクセスバス)＜800万円控除＞(R7.3.31まで) 

 03．リフト付きバス(乗車定員30人以上)＜650万円控除＞(R7.3.31まで) 

 04．リフト付きバス(乗車定員30人未満)＜200万円控除＞(R7.3.31まで) 

 05．ユニバーサルデザインタクシー＜100万円控除＞(R7.3.31まで) 

 06．ASV(側方衝突警報装置及び衝突被害軽減ブレーキ(歩行者検知機能付き)搭載車両)(8t超トラック(被けん引車を除く。))＜350万円控除(R6.4.30まで)＞ 

 07．ASV(側方衝突警報装置搭載車両)(8t超トラック(被けん引車を除く。))＜175万円控除(R6.4.30まで)＞ 

 08．ASV(衝突被害軽減ブレーキ(歩行者検知機能付き)搭載車両)(バス等)＜175万円控除(R7.3.31まで)＞ 

 09．ASV(衝突被害軽減ブレーキ(歩行者検知機能付き)搭載車両)(3.5t超トラック(被けん引車を除く。))＜175万円控除(R7.3.31まで)＞ 

17 「グリーン化特例」の欄には、該当する項目の番号を枠内に記入すること。 

  なお、「★★★★」は平成30年排出ガス基準50％低減又は平成17年排出ガス基準75％低減達成車のことを、「PHV」はプラグインハイブリッド自動車のことをいう。 
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第十七号様式(用紙日本産業規格A5)(第十条関係) 

給与支払報告書(総括表) 

  

指 定 番 号 

  

令和   年   月   日提出 

給 与 の 支 払 期 間 令和 年 月分から 月分まで   

給 与 支 払 者 の

個人番号又は法人番号 
                            

フ リ ガ ナ   
事 業 種 目   

給 与 支 払 者 の

氏 名 又 は 名 称 

  

受 給 者

総 人 員 
人  

所 得 税 の 源 泉 徴 収

を し て い る 事 務 所

又 は 事 業 の 名 称 

  

報

告

人

員 

特別徴収対象者 人  

フ リ ガ ナ   普通徴収対象者 

(退職者) 
人  

同 上 の 所 在 地 

〒 

普通徴収対象者 

(退職者を除く) 
人  

給 与 支 払 者 が

法 人 で あ る 場 合

の 代 表 者 の 氏 名 

  報告人員の合計 人  

 所 轄

税 務 署 名 
税務署  

連 絡 者 の 氏 名 、

所 属 課 、 係 名

及 び 電 話 番 号 

課      係   

氏名 

(電話          ) 

 給与の支払方法

及 び そ の 期 日 
  

関与税理士等の氏名

及 び 電 話 番 号 
氏名 

(電話          ) 
納入書の送付 必要・不要 

 

第17号様式記載要領 
 1  この給与支払報告書(以下「報告書」という。)は、地方税法(以下「法」という。)第317条の6第1項又は

第3項に規定する給与について使用してください。 
 2  給与の支払をする者で、給与所得について所得税を源泉徴収する義務のあるものは、次により関係市町村

に報告書を提出してください。 
  (イ) 1月1日現在において給与の支払を受けている者 1月31日まで 
  (ロ) 給与の支払を受けている者のうち給与の支払を受けなくなったもの 退職した年の翌年の1月31日ま

で 
 3  「指定番号」欄には、提出先の市町村が定める指定番号を記載してください。 
 4  「給与の支払期間」欄には、「報告人員の合計」欄で計上された人員に給与を支払った期間を記載してく

ださい。 
 5  「給与支払者の個人番号又は法人番号」欄には、給与支払者の個人番号(行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番
号(同条第15項に規定する法人番号をいう。)を記載してください。なお、個人番号を記載する場合は、左側
を1文字空けて記載してください。 

 6  「給与支払者が法人である場合の代表者の氏名」欄には、経理責任者の職氏名を記載してください。給与
支払者が国の機関である場合には、国の機関名を記載してください。 

 7  「連絡者の氏名、所属課、係名及び電話番号」欄には、この報告書について応答する者の氏名、所属課、
係名及びその電話番号を記載してください。 

 8  「関与税理士等の氏名及び電話番号」欄には、税理士等が報告書を作成する場合に、報告書に関する問合
せ先となる税理士等の氏名及び電話番号を記載してください。 

 9  「受給者総人員」欄には、1月1日現在において給与の支払をする事務所、事業所等から給与等の支払を受
けている者の総人員を記載してください。 

 10  「特別徴収対象者」欄には、提出先の市町村に対して「給与支払報告書(個人別明細書)」を提出する者

で、特別徴収の対象となるものの人員を記載してください。 

 11  「普通徴収対象者(退職者)」欄には、提出先の市町村に対して「給与支払報告書(個人別明細書)」を提

出する者で、普通徴収の対象となるもののうち退職者の人員を記載してください。 

 12  「普通徴収対象者(退職者を除く)」欄には、提出先の市町村に対して「給与支払報告書(個人別明細書)」

を提出する者で、普通徴収の対象となるもののうち退職者を除いた人員を記載してください。 

 13  「報告人員の合計」欄には、「特別徴収対象者」欄、「普通徴収対象者(退職者)」欄及び「普通徴収対

象者(退職者を除く)」欄の人員の合計を記載してください。 
 14  「給与の支払方法及びその期日」欄には、月給、週給等及び毎月20日、毎週月曜日等と記載してくださ

い。 

第
十
七
号
様
式
別
表
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
５
）
（
第

十
条
関
係
）

第十七号様式別表(用紙日本産業規格A5)(第十条関係) 

○ 
 

 

給
与
支
払
報
告
書(

個
人
別
明
細
書)

 

  

※ ※種 別 ※整 理 番 号 ※ 

                                          

支 払

を受け

る 者 

住
所 

※区分 (受給者番号) 

  (個人番号)                         

(役職名) 

氏

名 

(フリガナ) 

  

種 別 支 払 金 額 
給 与 所 得 控 除 後 の 金 額 
( 調 整 控 除 後 ) 

所得控除の額の合計額 源 泉 徴 収 税 額 

   内 千 円   千 円   千 円 内 千 円 

(源泉 )控除対象配偶者   配 偶 者 (特 別 )
控 除 の 額 

控 除 対 象 扶 養 親 族 の 数 
( 配 偶 者 を 除 く。 ) 

16歳未
満扶養
親族の
数 

障 害 者 の 数 
(本人を除く。 ) 

非居住者
である
親族の数 

 の有無等 
老人 特 定 老 人 その他 特 別 その他 

有 従有   千 円 人 従人 内 人 従人 人 従人 人 内 人 人 人 

    

社会保険料等の金額 生命保険料の控除額 地震保険料の控除額 住宅借入金等特別控除の額 

内 千 円 千 円 千 円 千 円 

(摘要) 

生命保険料
の金額の内

訳 

 新生命保険料
の金額 

円 
 旧生命保険料

の金額 

円 
介護医療保
険料の金額 

円 
 新個人年金
保険料の金額 

円 
 旧個人年金
保険料の金額 

円 

住宅借入金
等特別控除
の額の内訳 

 住宅借入金等
特別控除適用数 

  
居住開始年月日

(1回目) 

年 月 日 
住宅借入金等特別
控除区分(1回目) 

  
 住宅借入金等
年末残高(1回目) 

円 

 住宅借入金等
特別控除可能額 

円 
居住開始年月日

(2回目) 

年 月 日 
住宅借入金等特別
控除区分(2回目) 

  
 住宅借入金等
年末残高(2回目) 

円 

(源泉・特
別) 

控除対象
配偶者 

(フリガナ)   
区
分 

  

 配偶者の
合計所得 

円 
国民年金保険
料等の金額 

円 
 旧長期損害
保険料の金額 

円 

氏名 
  

個人番号 
                        

基礎控除の額 
円  所得金額

調整控除額 
円 

控
除
対
象
扶
養
親
族 

1 

(フリガナ)   
区
分 

  

１
６
歳
未
満
の
扶
養
親
族 

1 

(フリガナ)   
区
分 

  5人目以降の控除対象
扶養親族の個人番号 

氏名 
  

氏名 
  

  

個人番号 
                        

個人番号 
                        

2 

(フリガナ)   
区
分 

  

2 

(フリガナ)   
区
分 

  

氏名 
  

氏名 
  

個人番号 
                        

個人番号 
                        

3 

(フリガナ)   
区
分 

  

3 

(フリガナ)   
区
分 

  

氏名 
  

氏名 
  5人目以降の16歳未満の

扶養親族の個人番号 

個人番号 
                        

個人番号 
                          

4 

(フリガナ)   
区
分 

  

4 

(フリガナ)   
区
分 

  

氏名 
  

氏名 
  

個人番号 
                        

個人番号 
                        

未

成

年

者 

外

国

人 

死

亡

退

職 

災

害

者 

乙

欄 

本人が障害者 寡

婦 

ひ

と

り

親 

勤

労

学

生 

  

中 途 就 ・ 退 職 受 給 者 生 年 月 日 
特

別 

そ

の

他 

就職 退職 年 月 日 元号 年 月 日 

                                        

支

払

者 

 個人番号又は
法人番号 

                          
(右詰で記載してください。) 

  住所(居所)
又は所在地 

  

氏名又は名称 
(電話)                          

 

第17号様式別表記載要領 

1 「支払を受ける者」の項の「個人番号」の欄には、給与等の支払を受ける者の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

(以下「番号法」という。)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)を記載してください。 

2 「支払金額」の項の「内」の欄には、その年中に支払の確定した給与等(所得税法施行令第311条に規定する給与等を含む。)の金額のうち、支払報告書を作成する

日においてまだ支払っていないものについて、内書してください。 

3 「控除対象扶養親族の数(配偶者を除く。)」の項の「老人」の欄の「内」の欄には、同居老親等に該当する老人扶養親族の数を内書してください。 

4 「16歳未満の扶養親族の数」の項には、16歳未満(平成 年1月2日以降に生まれた者)の扶養親族の数を記載してください。 

5 「障害者の数(本人を除く。)」の項の「特別」欄の「内」の欄には、同居特別障害者に該当する同一生計配偶者及び扶養親族の数を内書してください。また、障

害者、特別障害者又は同居特別障害者が同一生計配偶者(控除対象配偶者を除く。)に該当する場合は、「摘要」欄に当該同一生計配偶者の氏名及びその者が同一生計

配偶者である旨を記載してください。(例「氏名(同配)」) 

6 「非居住者である親族の数」の項には、控除対象配偶者、源泉控除対象配偶者、所得税法施行規則第93条第1項第6号(1)(i)に規定する特別控除対象配偶者(以下「特

別控除対象配偶者」という。)、控除対象扶養親族及び16歳未満の扶養親族のうちに、国外に居住する非居住者又は国内に住所を有しない控除対象外国外扶養親族が

いる場合には、その数を記載してください。 

7 「社会保険料等の金額」の項の「内」の欄には、小規模企業共済等掛金の額に係る控除の額を内書し、「社会保険料等の金額」の項の金額のうちに所得税法第196

条第2項に規定する社会保険料の金額(以下7において「国民年金保険料等の金額」という。)が含まれている場合には、「国民年金保険料等の金額」の欄に国民年金保

険料等の金額を記載してください。 

8 控除対象扶養親族又は16歳未満の扶養親族が5人以上いる場合には、5人目以降の控除対象扶養親族又は16歳未満の扶養親族の氏名を記載してください。氏名の前

には括弧書きの数字を付し、「5人目以降の控除対象扶養親族の個人番号」及び「5人目以降の16歳未満の扶養親族の個人番号」の欄に記載する個人番号との対応関係

が分かるようにしてください。(例「(1)氏名」) 

 また、16歳未満の扶養親族である場合には、氏名の後に(年少)と記載し、5人目以降の控除対象扶養親族又は16歳未満の扶養親族が国外に居住する非居住者又は国

内に住所を有しない控除対象外国外扶養親族である場合にはその旨を記載してください。 

9 退職手当等(地方税法第50条の2及び第328条に規定する退職手当等に限る。以下9及び18において同じ。)の支払を受ける配偶者(合計所得金額(同法第23条第1項第

13号及び第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下9において同じ。)が133万円以下であるものに限る。以下9及び18において同じ。)又は扶養親族が

いる場合には、「摘要」の欄にその者の氏名、配偶者又は扶養親族である場合にはその旨、生年月日、住所、障害者又は特別障害者である場合にはその旨、国外に居

住する非居住者である場合にはその旨(国外に居住する非居住者であり、次の(イ)から(ニ)までのいずれかに該当する控除対象扶養親族である場合にはその旨を含

む。)及びその者の合計所得金額の見積額並びに納税者が寡婦又はひとり親である場合(退職手当等の支払を受ける扶養親族がいる場合に限る。)にはその旨を記載し

てください。氏名の前には(退)と記載し、「5人目以降の16歳未満の扶養親族の個人番号」の欄に記載する個人番号との対応関係が分かるようにしてください。 

 (イ) 年齢30歳未満の者又は年齢70歳以上の者 

 (ロ) 年齢30歳以上70歳未満の者であって、留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者 

 (ハ) 年齢30歳以上70歳未満の者であって、障害者 

 (ニ) 年齢30歳以上70歳未満の者であって、給与等の支払を受ける者から前年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者 

10 租税特別措置法第41条の2の2第1項の規定(以下10において「特例規定」という。)の適用がある場合には、「住宅借入金等特別控除の額の内訳」の欄にはそれぞれ

次により記載してください。 

 (イ) 租税特別措置法第41条の2の2第1項に規定する申告書に記載された金額(以下(イ)において「住宅借入金等特別控除可能額」という。)が、その年分の所得税

法第190条第2号に掲げる税額を超える場合には、住宅借入金等特別控除可能額を記載してください。 

 (ロ) 給与等の支払を受ける者が特例規定の適用を受けた者である場合((ハ)に規定する場合に該当する場合を除く。)には、特例規定の適用に係る家屋を居住の用

に供した年月日(当該年月日が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条の2第1項の規定による租税特別措置法第41条の規定の

適用に係る家屋を居住の用に供した年月日であるときは、その適用を受けた旨及び当該年月日)及びその者の住宅の取得等(同条第1項に規定する住宅の取得等、

同条第10項に規定する認定住宅等の新築等又は同法第41条の3の2第1項、第5項若しくは第8項に規定する住宅の増改築等をいう。(ハ)において同じ。)が特定取得

(同法第41条第5項又は第41条の3の2第18項に規定する特定取得をいう。(ハ)において同じ。)、特別特定取得(同法第41条第16項に規定する特別特定取得をいい、

新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第6条第5項に規定する特例取得及び同法第6条の2第2項に規定する特

別特例取得を含む。(ハ)において同じ。)又は特例特別特例取得(同条第10項に規定する特例特別特例取得をいう。(ハ)において同じ。)に該当する場合には、そ

の旨を記載してください。 

 (ハ) 給与等の支払を受ける者が二以上の居住年(租税特別措置法第41条第1項、第6項若しくは第10項若しくは第15項若しくは第18項又は同法第41条の3の2第1項、

第5項若しくは第8項に規定する居住年をそれぞれ一の年とする場合におけるこれらの居住年をいう。以下(ハ)において同じ。)に係る住宅の取得等に係る住宅借

入金等の金額(同法第41条第1項に規定する住宅借入金等の金額、同条第6項に規定する特例住宅借入金等の金額、同条第10項に規定する認定住宅等借入金等の金

額若しくは同条第15項に規定する特別特定住宅借入金等の金額若しくは同条第18項に規定する認定特別特定住宅借入金等の金額又は同法第41条の3の2第1項、第5

項若しくは第8項に規定する増改築等住宅借入金等の金額をいう。以下(ハ)において同じ。)について特例規定の適用を受けた者である場合には、当該住宅借入金

等の金額につき異なる居住年ごとに区分し、当該区分をした居住年ごとの特例規定の適用を受けた旨(同条第1項又は第5項の規定により特例規定の適用を受けた

場合には、その旨)、特例規定の適用に係る家屋を居住の用に供した年月日及び当該住宅借入金等の金額の合計額並びに当該住宅の取得等が特定取得、特別特定

取得又は特例特別特例取得に該当する場合には、その旨を記載してください。 

 (ニ) 給与等の支払を受ける者が租税特別措置法第41条の3の2第1項、第5項又は第8項の規定により特例規定の適用を受けた者である場合((ハ)に規定する場合に該

当する場合を除く。)には、その旨を記載してください。 

11 「新生命保険料の金額」、「旧生命保険料の金額」、「介護医療保険料の金額」、「新個人年金保険料の金額」及び「旧個人年金保険料の金額」の欄には、その年中に

支払った「生命保険料の控除額」の欄の金額に係る新生命保険料の金額、旧生命保険料の金額、介護医療保険料の金額、新個人年金保険料の金額又は旧個人年金保

険料の金額をそれぞれ記載してください。 

12 「旧長期損害保険料の金額」の欄には、地方税法等の一部を改正する法律(平成18年法律第7号)附則第5条第5項及び同法附則第11条第5項に規定する長期損害保険

契約等に該当する控除の額がある場合におけるその年中に支払った当該長期損害保険契約等に係る当該各項に規定する旧長期損害保険料の金額を記載してください。 

13 「基礎控除の額」の欄には、基礎控除の額に相当する金額が48万円以外である場合又は当該金額がない場合に、その基礎控除の額に相当する金額又は当該金額が

ない旨を記載してください。 

14 給与等の支払を受ける者が租税特別措置法第41条の3の12第1項の規定の適用を受けた者である場合には、「所得金額調整控除額」の欄には、同法第41条の3の11

第1項の規定により控除をされる金額相当額を記載するとともに、「摘要」の欄には、年齢23歳未満の扶養親族又は特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親

族の氏名を記載してください(「(源泉・特別)控除対象配偶者」欄又は「控除対象扶養親族」欄若しくは「16歳未満の扶養親族」欄に氏名を記載した場合は、記載を

省略できます。)。 

15 「(源泉・特別)控除対象配偶者」、「控除対象扶養親族」及び「16歳未満の扶養親族」の欄の「個人番号」の欄には、それぞれ控除対象配偶者、源泉控除対象配偶

者若しくは特別控除対象配偶者、控除対象扶養親族又は16歳未満の扶養親族(以下15において「控除対象配偶者等」という。)の個人番号を記載してください。また、

控除対象配偶者等が国外に居住する非居住者又は国内に住所を有しない控除対象外国外扶養親族である場合には、その旨(国外に居住する非居住者であり、9(イ)か

ら(ニ)までのいずれかに該当する控除対象扶養親族である場合には、その旨を含む。)を記載してください。なお、控除対象配偶者等の「氏名」の欄の「フリガナ」

の欄は、不明の場合は空欄としてください。 

16 「配偶者の合計所得」の欄には、所得税法第190条第2号ニに規定する配偶者の合計所得金額又はその見積額(当該給与等が同条の規定の適用を受けていないもの

である場合には、同法第194条第1項の規定による申告書に記載された源泉控除対象配偶者の合計所得金額の見積額)を記載してください。 

17 「5人目以降の控除対象扶養親族の個人番号」の欄には、5人目以降の控除対象扶養親族の個人番号を記載してください。個人番号の前には「摘要」の欄において

氏名等の前に記載した括弧書きの数字を付し、氏名等との対応関係が分かるようにしてください。(例「(1)個人番号」) 

18 「5人目以降の16歳未満の扶養親族の個人番号」の欄には、5人目以降の16歳未満の扶養親族の個人番号及び退職手当等の支払を受ける配偶者又は扶養親族の個人

番号を記載してください。個人番号の前には、5人目以降の16歳未満の扶養親族の場合には、「摘要」の欄において氏名等の前に記載した括弧書きの数字を付し、退

職手当等の支払を受ける配偶者又は扶養親族の場合には、「摘要」の欄において氏名等の前に記載した(退)を付し、氏名等との対応関係が分かるようにしてください。

(例「(2)個人番号」、「(退)個人番号」) 

19 「未成年者」の欄には、給与の支払を受ける者が平成 年1月3日以降に生まれた者であるときに、○印を付けてください。 

20 「支払者」の項の「個人番号又は法人番号」の欄には、給与支払者の個人番号又は法人番号(番号法第2条第15項に規定する法人番号をいう。)を記載してくださ

い。なお、個人番号を記載する場合には、左側を1文字空けて記載してください。 

21 ※印の欄には、記載しないでください。 
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第十七号の二様式(用紙日本産業規格A6)(第十条関係) 

 

公的年金等支払報告書(総括表) 

 市町村長  殿 
種 別 整理番号   

※ ※ ※ 

令和   年   月   日提出 

公的年金等支払者の
法 人 番 号 

                            

フ リ ガ ナ   

受 給 者

総 人 員 
人 公的年金等支払者

の 名 称 

  

所得税の源泉徴収

をしている事務所

又 は 事 業 の 名 称 

  

報 告 人 員 人 

フ リ ガ ナ   
所 属

税 務 署 名 
税務署 

同 上 の 所 在 地 
  

公的年金等支払者が

法 人 で あ る 場 合

の 代 表 者 の 氏 名 

  公的年金等の

支 払 方法及び

そ の 期 日 

  

連 絡 者 の 氏 名 、

所 属 課 、 係 名

及 び 電 話 番 号 

                     課   係 

氏名 

             (電話          ) 

第17号の2様式記載要領 
 1 この公的年金等支払報告書(以下「支払報告書」という。)は、地方税法(以下「法」と

いう。)第317条の6第4項に規定する公的年金等(以下「公的年金等」という。)について
使用すること。 

 2 1月1日現在において公的年金等の支払をしている者で、公的年金等に係る所得につい
て所得税を源泉徴収する義務のある者は、この報告書を1月31日までに関係市町村に提
出すること。 

 3 「公的年金等支払者の法人番号」欄には、公的年金等支払者の法人番号(行政手続にお
ける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法
人番号をいう。)を記載してください。 

 4 「公的年金等支払者が法人である場合の代表者の氏名」欄には、経理責任者の職氏名
を記載すること。公的年金等支払者が国の機関である場合には、国の機関名を記載する
こと。 

 5 「連絡者の氏名、所属課、係名及び電話番号」欄には、この報告書について応答する
者の氏名、所属課、係名及びその電話番号を記載すること。 

 6 「受給者総人員」欄には、1月1日現在において公的年金等の支払をする事務所、事業
所等から公的年金等等の支払を受けている者の総人員を記載すること。 

 7 「報告人員」欄には、提出先に市町村に対して「公的年金等支払報告書(個人別明細書)」
を提出する人員を記載すること。 

 8 「公的年金等の支払方法及びその期日」欄には、毎月20日、3ヵ月毎の20日等と記載す
ること。 

 9 ※の欄は記載しないこと。 
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第十七号の二様式別表(用紙日本産業規格A6)(第十条関係) 

公的年金等支払報告書(個人別明細書) 
※種 別 ※整理番号 ※ 

      

支払を受ける者 

※区 分   個人番号                         

住 所   

(フリガナ)   
生年

月日 

明 治 大 正 昭 和 平 成 令 和 

氏 名   
年 月 日 

区分 支 払 金 額 源 泉 徴 収 税 額 

所得税法第203条の3第1号・第4号適用分   
千 円 

  
千 円 

所得税法第203条の3第2号・第5号適用分             

所得税法第203条の3第3号・第6号適用分             

所得税法第203条の3第7号適用分             

本 人 
源泉控除対象配偶者の

有無等 
控除対象扶養親族の数 16歳未満

の扶養親
族の数 

障害者の数 非居住者
で あ る
親族の数 

社会保険料の額 
特 別
障害者 

その他の
障害者 

ひとり親 寡婦 一般 老人 特定 老人 その他 特別 その他 

            
人 人 人 人 内 人 人 人 千 円 

源泉控除対象配偶者 控除対象扶養親族 16歳未満の扶養親族 

(フリガナ)   区分 配偶者の合計所得 

1 

(フリガナ)   区分 

1 

(フリガナ)   区分 

氏名     円 氏名     氏名     

個人番号                         
48万円
以下 

  個人番号                         個人番号                         

(摘要) 

2 

(フリガナ)   区分 

2 

(フリガナ)   区分 

氏名     氏名     

個人番号                         個人番号                         

支 払 者 

法 人 番 号                             

所 在 地   

名 称   
 電話
番号 

  

 

 

 

 

第17号の2様式別表記載要領 

1 「住所」の欄には、支払報告書を提出する日の現況による住所を記載すること。 

2 「支払を受ける者」の項の「個人番号」の欄には、公的年金等の支払を受ける者の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」とい

う。)第2条第5項に規定する個人番号をいう。12において同じ。)を記載すること。 

3 「生年月日」の欄には、該当する年号を○で囲み、その年月日を記載すること。 

4 「支払金額」の項には、その年中に支払の確定した公的年金等の金額を記載し、支払報告書を作成する日においてまだ支払っていないものについては、これを内書すること。また、所得税法

第203条の5第2号又は第3号に規定する退職年金については、同号の規定により公的年金等の支払を受けたものとみなされる額に相当する金額を記載すること。 

5 「本人」の項には、公的年金等の支払を受ける者が特別障害者若しくはその他の障害者、寡婦又はひとり親に該当する場合には、その該当する欄に★印を記載すること。 

6 「源泉控除対象配偶者の有無等」の項には、所得税法第203条の6第1項の規定による申告書に記載されたところに応じその該当する欄に★印を記載すること。 

7 「控除対象扶養親族の数」の項には、所得税法第203条の6第1項の規定による申告書に記載されたところに応じそれぞれ次のように記載すること。 

 (イ) 「特定」の欄には、特定扶養親族の数を記載すること。 

 (ロ) 「老人」の欄には、老人扶養親族の数を記載すること。 

 (ハ) 「その他」の欄には、特定扶養親族又は老人扶養親族以外の控除対象扶養親族の数を記載すること。 

8 「16歳未満の扶養親族の数」の項には、16歳未満(平成 年1月2日以降に生まれた者)の扶養親族の数を記載すること。 

9 「障害者の数」の項には、所得税法第203条の6第1項の規定による申告書に記載されたところに応じそれぞれ次のように記載すること。 

 (イ) 「特別」の欄には、同一生計配偶者又は扶養親族である特別障害者の数を記載し、当該特別障害者のうちに法第34条第4項及び第314条の2第4項に規定する同居特別障害者があるときは、

当該同居特別障害者の数を内書すること。 

 (ロ) 「その他」の欄には、特別障害者以外の障害者である同一生計配偶者又は扶養親族の数を記載すること。 

10 「非居住者である親族の数」の項には、源泉控除対象配偶者、控除対象扶養親族及び16歳未満の扶養親族のうちに、国外に居住する非居住者又は国内に住所を有しない控除対象外国外扶養親

族がいる場合には、その数を記載すること。 

11 「社会保険料の額」の項には、所得税法第203条の5第1号の規定により公的年金等から控除される同号に規定する社会保険料の金額を記載すること。 

12 「源泉控除対象配偶者」、「控除対象扶養親族」及び「16歳未満の扶養親族」の項の「個人番号」の欄には、それぞれ源泉控除対象配偶者、控除対象扶養親族又は16歳未満の扶養親族(以下1

2において「源泉控除対象配偶者等」という。)の個人番号を記載すること。また、源泉控除対象配偶者等が国外に居住する非居住者又は国内に住所を有しない控除対象外国外扶養親族である場

合には、その旨(国外に居住する非居住者であり、次の(イ)から(ニ)までのいずれかに該当する控除対象扶養親族である場合には、その旨を含む。)を記載すること。なお、源泉控除対象配偶者

等の「氏名」の欄の「フリガナ」が不明の場合は空欄とすること。 

 (イ) 年齢30歳未満の者又は年齢70歳以上の者 

 (ロ) 年齢30歳以上70歳未満の者であって、留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者 

 (ハ) 年齢30歳以上70歳未満の者であって、障害者 

 (ニ) 年齢30歳以上70歳未満の者であって、給与等の支払を受ける者から前年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者 

13 「配偶者の合計所得」の項には、所得税法第203条の6第1項の規定による申告書に記載された源泉控除対象配偶者の合計所得金額の見積額が48万円を超える場合には当該申告書に記載された

額を記載し、48万円以下である場合には「48万円以下」の項に★印を記載すること。 

14 摘要の欄には、3人目以降の控除対象扶養親族又は16歳未満の扶養親族の氏名及び個人番号を記載し、特定配偶者(地方税法第45条の3の3第1項及び第317条の3の3第1項に規定する特定配偶者

をいう。以下14において同じ。)又は退職手当等(同法第50条の2及び第328条に規定する退職手当等に限る。以下14において同じ。)の支払を受ける扶養親族の氏名、配偶者又は扶養親族である

場合にはその旨、個人番号、生年月日、住所、障害者又は特別障害者である場合にはその旨、国外に居住する非居住者である場合にはその旨(国外に居住する非居住者であり、12(イ)から(ニ)

までのいずれかに該当する控除対象扶養親族である場合にはその旨を含む。)及びその者の同法第23条第1項第13号及び第292条第1項第13号に規定する合計所得金額の見積額並びに納税者が寡婦

又はひとり親である場合(退職手当等の支払を受ける扶養親族がいる場合に限る。)にはその旨を記載すること。また、16歳未満の扶養親族である場合には、氏名の後に(年少)と記載し、3人目

以降の控除対象扶養親族又は16歳未満の扶養親族が国外に居住する非居住者又は国内に住所を有しない控除対象外国外扶養親族である場合にはその旨を記載し、特定配偶者又は退職手当等の支

払を受ける扶養親族である場合には、氏名の後に(退)と記載すること。 

15 「支払者」の項の「法人番号」の欄には、公的年金等支払者の法人番号(番号法第2条第15項に規定する法人番号をいう。)を記載すること。 

16 ※の欄には、記載しないこと。 
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第十八号様式(用紙日本産業規格A4)(第十条関係) 

給与支払報告 
特 別 徴 収 

に係る給与所得者異動届出書 年 度 1．現年度  2．新年度  3．両年度 

市町村長殿 

 

 

令和  年  月  日提出 

義
務
者 

特
別
徴
収 

給
与
支
払
者 

所 在 地 
〒 特別徴収義務者

指 定 番 号   

宛 名 番 号   

フリガナ   
連

絡

先 

担

当

者 

所 属   

氏名又は名称 
  

氏 名   

電 話 
内線(     ) 

  個人番号
又は法人番号                           

←個人番号の記載に当たっては、
左端を空欄とし右詰めで記載 

給

与

所

得

者 

フリガナ   

(ア) 

特別徴収税額 

(年税額) 

(イ) 

徴収済額  

(ウ) 

未徴収税額 
(ア)－(イ) 

 異 動

年 月 日 
異 動 の 事 由 

 異 動 後 の 未 徴 収

税 額 の 徴 収 方 法 

氏 名   

生年月日 年   月   日  

個人番号                         

受給者番号   

円 

月から 

月まで 

月から 

月まで 

年  

月  

日  

 
右から
番号を
記入 

1．退 職 
2．転 勤 
3．休 職 ・ 長 欠 
4．死 亡 
5．支払少額・不定期 
6．合 併 ・ 解 散 
7．そ の 他 

 
右から
番号を
記入 

1．特別徴収継続 
 
2．一 括 徴 収 
 
3．普 通 徴 収 
  (本人納付 ) 

1月1日 

現在の住所   

 異動後の

住 所   円 円  事由・理由 

 
1．特別徴収継続の場合 

新しい勤務先へは、月割額       円を

月分(翌月10日納入期限分)から

徴収し、納入するよう連絡済みです。 

(

特
別
徴
収
義
務
者) 

新
し
い
勤
務
先 

特別徴収義務者
指 定 番 号 

新規  法 人 番 号                           

所 在 地 
〒 担

当

者

連

絡

先 

所
属   

氏
名   

フリガナ   受給者番号   

氏名又は名称 

  

電
話 内線(     ) 

納入書の要否 
(新規の場合
のみ記載)  

右から
番号を
記入 

1．必要 2．不要 

 
2．一括徴収の場合 左記の一括徴収した税額は、

月分(翌月10日納入期限分)で

納入します。 

理

由 

 
右から
番号を
記入 

1．異動が令和 年12月31日までで、一括徴収の申出があったため 

2．異動が令和 年1月1日以降で、特別徴収の継続の申出がないため 

徴収予定月日 
徴収予定額 

(上記(ウ)と同額) 

月   日 円 
 

3．普通徴収の場合 ※
市
町
村
記
入
欄 

  

理

由 

 
右から
番号を
記入 

1．異動が令和 年12月31日までで、一括徴収の申出がないため 

2．令和 年5月31日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額(ウ)以下であるため 

3．死亡による退職であるため 

記載要領 

  1 給与支払報告に係る給与所得者異動届出書 

   この届出書は、市町村長に提出した給与支払報告書に記載された者のうち特別徴収税額がない者で、4月1日現在において給与の支払を受けなくなった者がある場合に4月15日までに関係市

町村長に提出してください。 

  2 特別徴収に係る給与所得者異動届出書 

   この届出書は、給与の支払を受けている者で、特別徴収税額のある給与の支払を受けなくなった場合にその受けなくなった日の属する月の翌月の10日までに関係市町村長に提出してくださ

い。ただし、4月2日から5月31日までの間に給与の支払を受けなくなった者の市町村民税、道府県民税及び森林環境税をその年度から新たに特別徴収の方法によって徴収すべき市町村長に対

する届出書は、その市町村長から特別徴収税額の通知があった日の属する月の翌月の10日までに提出してください。 

  3 「給与支払者(特別徴収義務者)」欄中の「個人番号又は法人番号」欄には、給与支払者(特別徴収義務者)の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。)を記載してください。なお、個人番号を記載する場合には、左側を1文字空け

て記載してください。 

  4 「給与支払者(特別徴収義務者)」欄中の「特別徴収義務者指定番号」欄には、届出書を提出する関係市町村長により指定された特別徴収義務者指定番号を記載してください。 

  5 「給与支払者(特別徴収義務者)」欄中の「宛名番号」欄には、この届出書に記載した給与所得者について、その特別徴収税額の通知書に記載された宛名番号を記載してください。 

  6 「給与所得者」欄中の「個人番号」欄には、給与所得者の個人番号を記載してください。 

  7 「給与所得者」欄中の「受給者番号」欄には、この届出書に記載した給与所得者について、その特別徴収税額の通知書に記載された受給者番号を記載してください。 

  8 「異動後の住所」欄には、異動後の住所を記載してください。異動後の住所が不明なときは、給与の支払を受けなくなった当時の住所を記載してください。 

  9 「異動後の未徴収税額の徴収方法」欄は、次の要領により記載してください。 

   (1) 給与の支払を受けなくなった者が、新しい勤務先において特別徴収の継続を希望する場合には、枠内に「1」と番号を記入するとともに、「1．特別徴収継続の場合」欄に必要事項を記

載してください。 

   (2) 退職後令和 年5月31日までに支払われる給与又は退職手当等から未徴収税額を一括徴収する場合には、枠内に「2」と番号を記入するとともに「2．一括徴収の場合」欄に必要事項を

記載してください。(注 令和 年1月1日から4月30日までの間に、退職等により給与の支払を受けなくなった場合には、本人から一括徴収の申出がなくとも必ず一括徴収しなければなり

ません。) 

   (3) (1)又は(2)に該当しない場合には、枠内に「3」と番号を記入するとともに、「3．普通徴収の場合」欄に、その理由を同欄に掲げているものから選び、該当する番号を枠内に記入して

ください。(注 同欄に掲げている理由に該当しない場合は、新しい勤務先において特別徴収の継続の申出がある場合を除き、特別徴収義務者は、必ず一括徴収しなければなりません。) 

  10 「1．特別徴収継続の場合」欄中の「特別徴収義務者指定番号」欄には、届出書を提出する関係市町村長により指定された特別徴収義務者指定番号を記載してください。これまでに同市町

村長から指定されたことがない場合にあっては、「新規」を○で囲んでください。 

  11 「1．特別徴収継続の場合」欄中の「納入書の要否」欄には、「特別徴収義務者指定番号」欄の「新規」を○で囲んだ場合にのみ記載してください。 

  12 「2．一括徴収の場合」欄中の「徴収予定月日」欄には、一括徴収の対象となる給与又は退職手当等の支給月日を記載してください。 

  13 ※印の欄は、記載しないでください。 
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第
十
九
号
様
式
（
第
十
条
の
二
の
三
関
係
）

第十九号様式(第十条の二の三関係) 

徴収猶予の申請書 

 

  ※
処
理
事
項 

発信年月日 

通信日付印 確認印 

   
受 付 印 

      

  
年   月   日  

殿 
相互協議申立て年月日 年   月   日 相手国等に相互協議申立てを行っている場合 □ 

  

住 所 

(電話                 )  

(ふりがな)   

氏 名   

地方税法第44条の2、第321条の7の13第1項及び森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第10条の規定により、下記のとおり徴収猶予を申請します。 

 

納
付
す
べ
き
金
額 

年 度 納期限 市町村民税額 延滞金額 

    円 
法律による金額 

円 

    円 
法律による金額 

円 

    円 
法律による金額 

円 

    円 
法律による金額 

円 

    円 
法律による金額 

円 

    円 
法律による金額 

円 

    円 
法律による金額 

円 

上
記
の
う
ち
猶
予
を
受
け
よ
う
と
す
る
金
額 

年 度 納期限 市町村民税額 延滞金額 

    円 
法律による金額 

円 

    円 
法律による金額 

円 

    円 
法律による金額 

円 

    円 
法律による金額 

円 

    円 
法律による金額 

円 

    円 
法律による金額 

円 

    円 
法律による金額 

円 

担保   

 

第19号様式記載要領 

 1 この申請書は法第44条の2、第321条の7の13第1項及び森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第10条の規定に基づき徴収の猶予を申請する場合に使用するこ

と。 

 2 ※印の欄は記載しないこと。 

第
二
十
号
様
式
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ

４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
十
条
関
係
）

第二十号様式(提出用)(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第十条関係) 

  ※
処
理
事
項 

発 信 年 月 日 整 理 番 号 事務所 区分 管 理 番 号 申告区分 
  

受付印 

  通信日付印 確認 
                  

          令和   年   月   日 

 

殿  

法 人 番 号 申告年月日 

        年 月 日 

  
所 在 地 

 

本市町村が

支店等の場

合は本店所

在地と併記 (電話               )  

この申告の基礎 

  
1．法人税の令和    年   月   日 

の修正申告書の提出による。 

2．法人税の令和    年   月   日 

の更正・決定・再更正による。 

事 業 種 目 

  

(ふりがな )   

法 人 名 

  

期 末 現 在 の 資 本 金 の 額

又 は 出 資 金 の 額 

兆 十億 百万 千 円 

期 末 現 在 の 資 本 金 の 額 及 び

資 本 準 備 金 の 額 の 合 算 額 

          
(ふりがな )   (ふりがな)   

代 表 者

氏 名 

  経理責任者

氏 名 

  
期 末 現 在 の

資 本 金 等 の 額 

          

 

 令和 
  

年   月   日から令和 
  

年   月   日 ま で の 
事業年度分又は

連結事業年度分 
の市町村民税の           申告書 

※       

 

摘 要 課 税 標 準 
法 人 税 割 額   

税率( ) 税 額 

(使 途 秘 匿 金 税 額 等) 

法人税法の規定によって計算した法人税額 
① 

十億 
( 

百万 千 円 
) 

    

        

試験研究費の額等に係る法人税額の特別控除額 ②             

還付法人税額等の控除額 ③             

退職年金等積立金に係る法人税額 ④             

課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額及びその法人税割額 ①＋②－③＋④ ⑤       0 0 0   十億 百万 千 円 

2以上の市町村に事務所又は事業所を有する法人における課税標準
となる法人税額又は個別帰属法人税額及びその法人税割額 ( ) ⑥       0 0 0           

市町村民税の特定寄附金税額控除額 ⑦             

税額控除超過額相当額の加算額 ⑧             

外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当
額の控除額 

⑨ 
            

外国の法人税等の額の控除額 ⑩             

仮装経理に基づく法人税割額の控除額 ⑪             

差引法人税割額 ⑤－⑦＋⑧－⑨－⑩－⑪又は⑥－⑦＋⑧－⑨－⑩－⑪ ⑫           0 0 

既に納付の確定した当期分の法人税割額 ⑬           0 0 

租税条約の実施に係る法人税割額の控除額 ⑭             署

名 

関
与
税
理
士 

この申告により納付すべき法人税割額 ⑫－⑬－⑭ ⑮           0 0 

均

等

割

額 

算定期間中において事務所等を有していた月数 ⑯ 
  

月 円×
12

⑯
 ⑰ 

      
0 0 

 
(

電
話 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
)
 

既に納付の確定した当期分の均等割額 ⑱       0 0 

この申告により納付すべき均等割額 ⑰－⑱ ⑲       0 0 

この申告により納付すべき市町村民税額 ⑮＋⑲ ⑳       0 0 

⑳のうち見込納付額  
        

差 引   ⑳－   
        

当該市町村内に所在する事務所、事業所又は寮等 分 割 基 準 当該市町村分の均等
割の税率適用区分に
用 い る 従 業 者 数 

名 称 事務所、事業所又は寮等の所在地 当該法人の全従業者数 
左のうち当該市町
村 分 の 従 業 者 数 

      人 人 

        

合 計         人   

場

合

の

⑰ 

の

計

算 

指

定

都

市

に

申

告

す

る 

区 名 
※ 
区コード 

月数 従業者数   均等割額 
決 算 確 定 の 日 ・   ・ 法人税の申告

書の種類 
青色・その他 

解 散 の 日 ・   ・ 

      
人 

  
円 

0 0 
翌期の中間申

告の要否 
要・否 

残余財産の最後の分
配又は引渡しの日 

・   ・ 

          0 0 
法人税の期末現在の
資本金等の額又は連
結個別資本金等の額 

円 

法人税の申告

期限の延長の

処 分 の 有 無 

有・無 この申告が中間申告
の場合の計算期間 

・   ・ 
・   ・ 

          0 0 

          0 0 還 付 を 受 け よ う

と す る 金 融 機 関

及 び 支 払 方 法 

銀行           支店 

口座番号(普通・当座) 
          0 0 

          0 0 

還 付 請 求 税 額 
十億 百万 千 円 

          0 0 

法第15条の4の徴収猶予を受けようとする税額 
        

          0 0 

 

第二十号様式(入力用)(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第十条関係) 

1     
整 理 番 号 事務所 区分 管 理 番 号 

申告
区分 

23 

    
A 

    

   
24 

法 人 番 号 申告年月日  
42 

  
      年 月 日 

    

  申告基礎 72 
      

 

 

11     
B   

 

  

期末現在の資本金の額

又 は 出 資 金 の 額 
41 

  
        

  
期末現在の資本金の額及び

資本準備金の額の合算額 
42 

  
        

       43         48   49          54 

期 末 現 在 の

資 本 金 等 の 額 
43 

  
        

  
68 事業年度又は

連結事業年度 

                        55予備 
          

  
 

  
11 

使途秘匿金
税 額 等 26       

  

11 

  B   01       
  

  
02       

  

  

03       
  

  

B   
04       

  

  

05       0 0 0 30 
        

  

06       0 0 0 31 
  

      

  
07 

  
      

  

08 
  

      

09 
  

      

10 
  

      

11 
  

      

12 
  

    0 0 

13 
  

    0 0 

14 
  

      

15 
  

    0 0 

(月 数) 16   月   17 
  

    0 0 

  
18 

  
    0 0 

19 
  

    0 0 

20 
  

    0 0 

21 
  

      

22 
  

      

 

 

  
23 

  
24   25   

  

 

               11 
区コード 月数 従業者数   均等割額   

  
B 

  
50 

      
51 0 0 

  
翌期の中間申
告の要否 

70 1・2 

  

  
52 

      
53 0 0 

  

法人税の申告
期限の延長の
処 分 の 有 無 

71 1・2 
54 

      
55 0 0 

56 
      

57 0 0 
  

  

58 
      

59 0 0 

60 
      

61 0 0 

62 
      

63 0 0 

64 
      

65 0 0 

  

第20号様式記載要領 

 1 この申告書は、仮決算に基づく中間申告、確定した決算に基づく確定申告及びこれらに係る修正

申告をする場合に使用すること。 

 2 この申告書は、事務所又は事務所所在地の市町村長に1通を提出すること。 

 3 ※印の欄は記載しないこと。 

 4 「法人番号」欄には、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律第2条第15項に規定する法人番号をいう。)を記載すること。 

 5 金額の単位区分(けた)のある欄の記載に際しては、単位区分に従って正確に金額を記載すること。

また、記載すべき金額が赤字額となるときは、その金額の直前の単位(けた)に△印を付すること。 

 6 法人課税信託の受託者が当該法人課税信託について、この申告書を提出する場合にあっては、「法

人名」の欄には法人課税信託の名称を併記すること。 

 7 「期末現在の資本金等の額」の欄は、法第292条第1項第4号の2イ若しくはハ(政令第45条の4にお

いて準用する政令第6条の24第1号に定める金額に限る。)又は地方税法等の一部を改正する法律(令

和2年法律第5号。以下この記載要領において「令和2年改正法」という。)附則第1条第5号に掲げる

規定による改正前の法(以下この記載要領において「令和2年旧法」という。)第292条第1項第4号の

5イ、ニ若しくはホ(地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第264号)による改正前の政

令(以下この記載要領において「令和2年旧政令」という。)第45条の5において準用する令和2年旧

政令第6条の25第1号に定める金額に限る。)に定める額を記載すること。 

 8 通算法人(法人税法第2条第12号の7の2に規定する通算法人をいう。以下この記載要領において同

じ。)及び通算法人であった法人(法第321条の8第3項(令和2年改正法附則第13条第4項又は第5項に

おいて準用する場合を含む。)、第8項、第13項、第19項又は第26項(令和2年改正法附則第13条第6

項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする通算法人であった法人に限る。)

にあっては、「法人税法の規定によって計算した法人税額①」から「退職年金等積立金に係る法人

税額④」までの各欄は記載しないこととし、「課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額及び

その法人税割額⑤」の「課税標準」の欄に第20号様式別表1の「課税標準となる法人税額⑭」の欄

の金額を記載すること。 

 9 連結法人(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1条第5

号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(以下この記載要領において「令和2年旧

法人税法」という。)第2条第12号の7の2に規定する連結法人をいう。以下この記載要領において同

じ。)及び連結法人であった法人(令和2年改正法附則第13条第4項若しくは第5項において準用する

法第321条の8第3項若しくは令和2年改正法附則第13条第6項において準用する法第321条の8第26項

又は令和2年旧法第321条の8第5項、第9項若しくは第15項の規定の適用を受けようとする連結法人

であった法人に限り、通算法人及び通算法人であった法人を除く。)にあっては、「法人税法の規定

によって計算した法人税額①」から「退職年金等積立金に係る法人税額④」までの各欄は記載しな

いこととし、「課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額及びその法人税割額⑤」の「課税標

準」の欄に第20号様式別表1の3の「課税標準となる個別帰属法人税額又は法人税額⑦」の欄の金額

を記載すること。 

 10 市町村内に恒久的施設を有する外国法人にあっては、「法人税法の規定によって計算した法人税

額①」から「仮装経理に基づく法人税割額の控除額⑪」までの各欄は記載しないこととし、「差引

法人税割額⑫」の欄に第20号様式別表1の2の「計⑩」の欄の金額を記載すること。 

 11 「法人税法の規定によって計算した法人税額①」の欄は、法人税の申告書(別表1)の「法人税額

計」の欄の金額(この欄の上段に使途秘匿金の支出の額の40％相当額が記載されている場合には、

当該額を加算した金額)(法人税の明細書(別表6(2)付表6)の「7の計」欄に金額の記載がある場合の

当該金額を除く。)を記載し、括弧内には、土地譲渡利益金額に対する法人税額、法人税の申告書(別

表1)の「税額控除超過額相当額等の加算額」の欄の金額(法人税の明細書(別表6(2)付表6)の「7の

計」欄に金額の記載がある場合の当該金額を除く。)及び使途秘匿金の支出に対する法人税額(使途

秘匿金の支出の額の40％相当額)の合計額を記載すること。 
 12 「2以上の市町村に事務所又は事業所を有する法人における課税標準となる法人税額又は個別帰

属法人税額及びその法人税割額⑥」の「課税標準」の欄は、「課税標準となる法人税額又は個別帰

属法人税額及びその法人税割額⑤」の欄の金額を「当該法人の全従業者数 」の欄の数値で除して

得た額(この数値に小数点以下の数値があるときは、小数点以下の数値のうち「当該法人の全従業

者数 」の欄の数値のけた数に1を加えた数に相当する数の位以下の部分の数値を切り捨てる。)

に、「左のうち当該市町村分の従業者数 」の欄の数値を乗じて得た額を記載すること。 

 13 「⑳のうち見込納付額 」の欄は、法人税法第75条の2第1項(同法第144条の8において準用する
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場合を含む。)の規定により確定申告書の提出期限が延長されている法人(同法第75条の2第11項第2

号の規定により当該提出期限の延長がされたものとみなされた法人を含む。)が市町村民税につき

申告書の提出前に納付した金額又は令和2年旧法人税法第75条の2第1項(法人税法第144条の8にお

いて準用する場合を含む。)の規定により確定申告書の提出期限が延長されている法人が市町村民

税につき申告書の提出前に納付した金額若しくは令和2年旧法人税法第81条の24第1項の規定によ

り連結確定申告書(令和2年旧法人税法第2条第32号に規定する連結確定申告書をいう。)の提出期限

が延長されている法人(当該法人との間に連結完全支配関係(令和2年旧法人税法第2条第12号の7の

7に規定する連結完全支配関係をいう。)がある連結子法人(令和2年旧法人税法第2条第12号の7に規

定する連結子法人をいう。)(令和2年旧法人税法第2条第16号に規定する連結申告法人に限る。)を

含む。)が市町村民税につき申告書の提出前に納付した金額を記載すること。 

 14 「還付請求税額」の欄は、法第321条の8第32項又は令和2年旧法第321条の8第20項の規定により

還付を受けようとする場合において、政令第48条の12又は令和2年旧政令第48条の12の規定による

請求書に代わるものとして記載することができること。 

 15 「法第15条の4の徴収猶予を受けようとする税額」の欄は、法第15条の4第1項又は令和2年旧法

第15条の4第1項の規定の適用を受けようとする場合において、第1号様式による届出書に代えよう

とする法人が記載すること。 

 16 法第292条第1項第4号の2イ(1)又は令和2年旧法第292条第1項第4号の5イ(1)の規定の適用を受

ける法人にあっては、これらの規定に規定する剰余金又は利益準備金の全部若しくは一部を資本金

とした事実及び資本金とした金額を証する書類を添付すること。 

 17 法第292条第1項第4号の2イ(2)又は令和2年旧法第292条第1項第4号の5イ(2)の規定の適用を受

ける法人にあっては、これらの規定に規定する資本の欠損の填補を行った事実及び資本の欠損の填

補に充てた金額を証する書類を添付すること。 

 18 法第292条第1項第4号の2イ(3)又は令和2年旧法第292条第1項第4号の5イ(3)の規定の適用を受

ける法人にあっては、これらの規定に規定する剰余金を損失の填補に充てた事実及び剰余金を損失

の填補に充てた金額を証する書類を添付すること。  
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第二十号様式別表一(提出用)(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第十条関係) 

通算法人又は通算法人であった法人の課税標準となる

法人税額に関する計算書 

※ 

処理

事項 

整 理 番 号 事務所 区
分 

管 理 番 号 申告区分 

      
    

法人名   

法 人 番 号   
      

  

事 業 年 度 

令和   年   月   日から 

令和   年   月   日まで 

 
1．計算の対象となる法人の区分等 

法人税における

通算承認の有無 
① 有(通算法人)・ 無(通算法人以外の法人) 

通算親法人・

子法人の区分 
② 通算親法人 ・ 通算子法人 

法人の区分 ③ 普通法人・一般社団法人等・公益法人等(一般社団法人等以外)・協同組合等・特定医療法人 

 

2．加算対象通算対象欠損調整額及び加算対象被配賦欠損調整額の計算 

通 算 対 象 欠 損 金 額 率 加算対象通算対象欠損調整額 

④ 
兆 十億 百万 千 円 

100

23.2又は19
 

⑤ 
兆 十億 百万 千 円 

被 配 賦 欠 損 金 控 除 額 加算対象被配賦欠損調整額 

⑥ 
兆 十億 百万 千 円 

⑦ 
兆 十億 百万 千 円 

 

3．課税標準となる法人税額の計算 

(使途秘匿金税額等) 

 

法人税法の規定によって計算した法人税額 

⑧ 

兆 

( 

十億 百万 千 円 

) 

          

試験研究費の額等に係る法人税額の特別控除額 ⑨ 
          

加算対象通算対象欠損調整額及び加算対象被配賦欠損調整額の加算額    ⑤＋⑦ ⑩ 
          

控除対象通算適用前欠損調整額、控除対象合併等前欠損調整額、控除対象通算対象所

得調整額、控除対象配賦欠損調整額、控除対象個別帰属調整額及び控除対象個別帰属

税額の控除額 

⑪ 

          

控除対象還付法人税額、控除対象還付対象欠損調整額及び控除対象個別帰属還付税額

の控除額 
⑫ 

          

退職年金等積立金に係る法人税額 ⑬ 
          

課税標準となる法人税額 

⑧＋⑨＋⑩－⑪－⑫＋⑬ 
⑭ 

          

 

 

 

  通 算 親 法 人 の

本店所在地及び電話番号 

 

(電話                  ) 

( ふ り が な ) 

  通 算 親 法 人 の 名 称

及 び 法 人 番 号 

  

(法人番号) 

  
      

第二十号様式別表一(入力用)(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第十条関係) 

 

  整 理 番 号 事務所 区
分 

管 理 番 号 申告区分   

1           24 

 

 

38 

法 人 番 号         
37   

申告年月日 
25   44 

事業年度 

43   50 

          49 

 

55 

            

 

  56 

12 

  69 

          

  
B 予備 

 

 

 

 

 

 

 

 

04             05           

 

06             07           

 

 

使途秘匿金税額等 15 
          

08 
          

09 
          

10 
          

11 
          

12 
          

13 
          

14 
          

 

 

 

 

 

  

70 

(法人番号)   

        82 

 

第20号様式別表1記載要領 

 1 この計算書は、通算法人(法人税法第2条第12号の7の2に規定する通算法人をいう。

以下この記載要領において同じ。)及び通算法人であった法人(法第321条の8第3項(地

方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号。以下この記載要領において「令和

2年改正法」という。)附則第13条第4項又は第5項において準用する場合を含む。以下

この記載要領において同じ。)、第8項、第13項、第19項又は第26項(令和2年改正法附

則第13条第6項において準用する場合を含む。以下この記載要領において同じ。)の規

定の適用を受けようとする通算法人であった法人に限る。)が記載し、第20号様式の申

告書に添付すること。 

 2 ※印の欄は記載しないこと。 

 3 「法人番号」欄には、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号をいう。)を記載すること。 

 4 金額の単位区分(けた)のある欄の記載に際しては、単位区分に従って、正確に金額

を記載すること。 

 5 「通算対象欠損金額④」の欄は、当該事業年度において生じた通算対象欠損金額(法

第321条の8第11項に規定する通算対象欠損金額をいう。)がある場合に、法人税の明細

書(別表7の2)の「通算対象欠損金額(5)」の欄の金額を記載すること。 

 6 「加算対象通算対象欠損調整額⑤」の欄は、「通算対象欠損金額④」の欄に記載した

金額に、当該事業年度終了の日(法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用

される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人につ

いて法第321条の8第11項の規定を適用する場合は、同条第1項に規定する6月経過日の

前日)における同条第4項各号に掲げる法人の区分に応じ、同項第1号に規定する普通法

人(租税特別措置法第67条の2第1項の承認を受けている同項に規定する医療法人を除

く。)にあっては100分の23.2を、法第321条の8第4項第1号に規定する普通法人(租税特

別措置法第67条の2第1項の承認を受けている同項に規定する医療法人に限る。)又は法

第321条の8第4項第2号に規定する協同組合等にあっては100分の19を乗じて計算した金

額を記載すること。 

 7 「被配賦欠損金控除額⑥」の欄は、当該事業年度において生じた被配賦欠損金控除

額(法第321条の8第17項に規定する被配賦欠損金控除額をいう。)がある場合に、次に

掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を記載すること。 

  (1) 法人税法第64条の7第5項の規定の適用がある場合 法人税の明細書(別表7(2)付

表1)の「当初被配賦欠損金控除額(21)」の「計」の欄の金額 

  (2) (1)に掲げる場合以外の場合 法人税の明細書(別表7(2)付表1)の当該事業年度

開始の日前10年以内に開始した各事業年度の「非特定欠損金配賦額(18)」の欄の金

額から「非特定欠損金額に係る控除未済額(5)」の欄の金額を控除した金額(当該金

額が零を下回る場合には、零)に、「非特定損金算入割合(20)」の欄の数値を乗じて

得た金額の合計額 

 8 「加算対象被配賦欠損調整額⑦」の欄は、「被配賦欠損金控除額⑥」の欄に記載した

金額に、当該事業年度終了の日(法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用

される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人につ

いて法第321条の8第17項の規定を適用する場合は、同条第1項に規定する6月経過日の
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前日)における同条第4項各号に掲げる法人の区分に応じ、同項第1号に規定する普通法

人(租税特別措置法第67条の2第1項の承認を受けている同項に規定する医療法人を除

く。)にあっては100分の23.2を、法第321条の8第4項第1号に規定する普通法人(租税特

別措置法第67条の2第1項の承認を受けている同項に規定する医療法人に限る。)又は法

第321条の8第4項第2号に規定する協同組合等にあっては100分の19を乗じて計算した金

額を記載すること。 

 9 「法人税法の規定によって計算した法人税額⑧」の欄は、法人税の申告書(別表1)の

「法人税額計」の欄の金額(この欄の上段に使途秘匿金の支出の額の40％相当額が記載

されている場合には、当該「法人税額計」の欄の金額に当該額を加算した金額)(法人

税の明細書(別表6(2)付表6)の「7の計」又は法人税の明細書(別表6(9)付表)の(37)若

しくは(42)の各欄に金額の記載がある場合の当該金額、租税特別措置法第42条の4第4

項に規定する中小企業者等(政令附則第5条の2の3の通算子法人を含む。)に該当しない

法人の法人税の明細書(別表6(10)付表)の(30)又は(35)の各欄に金額の記載がある場合

の当該金額及び同法第42条の12の5第2項に規定する中小企業者等に該当しない法人の

法人税の明細書(別表6(14)付表2)の(19)又は(24)の各欄に金額の記載がある場合の当

該金額を除く。)を記載し、括弧内には法人税の申告書(別表1)の「税額控除超過額相

当額等の加算額」の欄の金額(法人税の明細書(別表6(2)付表6)の「7の計」又は法人税

の明細書(別表6(9)付表)の(37)若しくは(42)の各欄に金額の記載がある場合の当該金

額、同法第42条の4第4項に規定する中小企業者等(政令附則第5条の2の3の通算子法人

を含む。)に該当しない法人の法人税の明細書(別表6(10)付表)の(30)又は(35)の各欄

に金額の記載がある場合の当該金額及び同法第42条の12の5第2項に規定する中小企業

者等に該当しない法人の法人税の明細書(別表6(14)付表2)の(19)又は(24)の各欄に金

額の記載がある場合の当該金額を除く。)、使途秘匿金の支出に対する法人税額及び土

地譲渡利益金額に対する法人税額の合計額を記載すること。 

 10 「加算対象通算対象欠損調整額及び加算対象被配賦欠損調整額の加算額⑩」の欄は、

法第321条の8第11項又は第17項の規定の適用がある場合に、「加算対象通算対象欠損

調整額⑤」及び「加算対象被配賦欠損調整額⑦」の各欄の金額の合計額を記載するこ

と。 

 11 「控除対象通算適用前欠損調整額、控除対象合併等前欠損調整額、控除対象通算対

象所得調整額、控除対象配賦欠損調整額、控除対象個別帰属調整額及び控除対象個別

帰属税額の控除額⑪」の欄は、法第321条の8第3項、第8項、第13項又は第19項の規定

の適用を受ける場合に、第20号様式別表2の「当期控除額⑤」の「計」、第20号様式別

表2の2の「当期控除額⑤」の「計」、第20号様式別表2の3の「当期控除額⑤」の「計」、

第20号様式別表2の4の「当期控除額⑤」の「計」、第20号様式別表2の7の「当期控除額

⑤」の「計」及び第20号様式別表2の8の「当期控除額④」の「計」の各欄の金額の合

計額を記載すること。 

 12 「控除対象還付法人税額、控除対象還付対象欠損調整額及び控除対象個別帰属還付

税額の控除額⑫」の欄は、法第321条の8第23項又は第26項の規定の適用を受ける場合

に、第20号様式別表2の5の「当期控除額④」の「計」及び第20号様式別表2の6の「当

期控除額⑤」の「計」の各欄の金額の合計額を記載すること。 

第
二
十
号
様
式
別
表
一
の
二
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産

業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
十
条
関
係
）

第二十号様式別表一の二(提出用)(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第十条関係) 

  

※ 

処理

事項 

整 理 番 号 事 務 所 区
分 

管 理 番 号 申告区分 

  
        

法人名   

法 人 番 号           

  事 業

年 度 

令和 
  

年   月   日から 

令和 
  

年   月   日まで 

 
外国法人の法人税割額に関する計算書 

 

  

法 人 税 法 第 1 4 1 条 第 1 号 イ に

掲 げ る 国 内 源 泉 所 得 に 対 す

る 法 人 税 額 の 計 算 (イ ) 

法 人 税 法 第 1 4 1 条 第 1 号 ロ に

掲 げ る 国 内 源 泉 所 得 に 対 す

る 法 人 税 額 の 計 算 (ロ ) 

(使途秘匿金税額等) 

法人税法の規定によって計算した法人税額 
① 

兆 

( 

十億 百万 千 円 

) 

兆 

( 

十億 百万 千 円 

) 

          
          

試験研究費の額等に係る法人税額の特別控除額 ②           
          

還 付 法 人 税 額 等 の 控 除 額 ③           
          

課 税 標 準 と な る 法 人 税 額      ①＋②－③ ④           
          

2以上の市町村に事務所又は事業所を有する法人に

おける課税標準となる法人税額 
⑤           

          

)
100

×法人税割額(④又は⑤  ⑥           
          

市 町 村 民 税 の 特 定 寄 附 金 税 額 控 除 額 ⑦           
          

外 国 の 法 人 税 等 の 額 の 控 除 額 ⑧           
  

差 引 法 人 税 割 額      ⑥－⑦－⑧ ⑨           
          

計                                (⑨(イ)＋(ロ))  ⑩ 
          

 

第二十号様式別表一の二(入力用)(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第十条関係) 

 

  整 理 番 号 事務所 区
分 

管 理 番 号 申告区分   

    
A 

    24 

  
法 人 番 号 

        37 

申告年月日 
25  44 

 

 

43      50 

          49 

 

 

55 

38 
  

      

 
56   69 

12     

 

        

B 予備 

 

 

12   
  B   

使途秘匿金税額等   
01 

                    
02 

03 
                    

04 

05 
                    

06 

07 
                    

08 

09 
                    

10 

11 
                    

12 

13 
                    

14 

15 
                    

16 

17 
            

18 

19 
                    

20 

            
21 

 

第20号様式別表1の2記載要領 

 1 この計算書は、市町村内に恒久的施設を有する外国法人が記載し、第20号様式の申

告書に添付すること。 

 2 ※印の欄は記載しないこと。 

 3 「法人番号」欄には、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号をいう。)を記載すること。 

 4 「法人税法の規定によって計算した法人税額①」の欄は、法人税の申告書(別表1の2)

の「法人税額計(6)」及び「法人税額計(26)」の欄の金額(これらの欄の上段に使途秘

匿金の支出の額の40％相当額が記載されている場合には、当該欄の金額に当該額を加

算した金額)を記載し、括弧内には特別控除取戻税額、使途秘匿金の支出に対する法人

税額及び土地譲渡利益金額に対する法人税額の合計額を記載すること。 
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第
二
十
号
様
式
別
表
一
の
三
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産

業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
十
条
関
係
）

第二十号様式別表一の三(提出用)(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第十条関係) 

  

※ 

処理

事項 

整 理 番 号 事務所 区
分 

管 理 番 号 申告区分 

      
    

法人名   

法 人 番 号   
  

      

連結事業年度

又は事業年度 

令和 
  

年   月   日から 

令和 
  

年   月   日まで 

 
課税標準となる個別帰属法人税額又は法人税額に関する計算書 

 

(個別帰属特別控除取戻税額等又は特別控除取戻税額等) 

 

法人税法の規定によって計算した連結法人税額に係る個別帰属額又は法人税法の規定

によって計算した法人税額 

 

① 

兆 

( 

十億 百万 千 円 

) 

          

試験研究費の額等に係る連結法人税額の特別控除額に係る個別帰属額又は試験研究費

の額等に係る法人税額の特別控除額 
② 

          

差引個別帰属法人税額((①＋②)と(①の括弧書)のうちいずれか多い額)又は差引法人

税額(①＋②) 
③ 

          

控除対象個別帰属調整額及び控除対象個別帰属税額の控除額 ④ 
          

控除対象個別帰属還付税額及び控除対象還付法人税額の控除額 ⑤ 
          

退職年金等積立金に係る法人税額 ⑥ 
          

課税標準となる個別帰属法人税額又は法人税額 

③－④－⑤＋⑥ 
⑦ 

          

 

当期に発生した控除対象個別帰属税額 

(①の括弧書)－(①＋②) 
⑧ 

          

 

 

法人税における連結

納税の承認の有無 
⑨ 有(連結法人)・無(連結法人以外の法人) 

  

連結親法人・子法人

の区分 
⑩ 連結親法人・連結子法人 

連結親法人の区分 ⑪ 普通法人・協同組合等・特定医療法人 

連結子法人の区分 ⑫ 特定連結子法人・非特定連結子法人 

法人税の申告区分 ⑬ 連結申告・単体申告 

 

 

  連 結 親 法 人 の

本店所在地及び電話番号 

〒                     

(電話                  ) 

( ふ り が な ) 

  連 結 親 法 人 の 名 称

及 び 法 人 番 号 

  

(法人番号) 

  
      

 

第二十号様式別表一の三(入力用)(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第十条関係) 

 

  整 理 番 号 事務所 
区
分 

管 理 番 号 申告区分   

1           24 

  
法 人 番 号   

  
    

37   

申告年月日 
25    44 

連結事業年度

又は事業年度 

43       50 

          49 

 

 

55 

38             

 
  56 

12 
  69 
          

  B 予備 

 

  個別帰属特別控除取戻税額等

又は特別控除取戻税額等 
09 

          

01 
          

02 
          

03 
          

04 
          

05 
          

06 
          

07 
          

 

    
08 

          

 

 

 

 

 

  
70 

(法人番号) 
82         

 

第20号様式別表1の3記載要領 

 1 この計算書は、連結法人(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3

条の規定(同法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法

(以下この記載要領において「令和2年旧法人税法」という。)第2条第12号の7の2に規

定する連結法人をいう。以下この記載要領において同じ。)及び連結法人であった法人

(地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号。以下この記載要領において「令

和2年改正法」という。)附則第13条第4項若しくは第5項において準用する法第321条の

8第3項若しくは令和2年改正法附則第13条第6項において準用する法第321条の8第26項

又は令和2年改正法附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の法(以下この記載要領

において「令和2年旧法」という。)第321条の8第5項、第9項若しくは第15項の規定の

適用を受けようとする連結法人であった法人に限り、通算法人(法人税法第2条第12号

の7の2に規定する通算法人をいう。以下この記載要領において同じ。)及び通算法人で

あった法人を除く。)が記載し、第20号様式の申告書に添付すること。 

 2 ※印の欄は記載しないこと。 

 3 「法人番号」欄には、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号をいう。)を記載すること。 

 4 金額の単位区分(けた)のある欄の記載に際しては、単位区分に従って、正確に金額を

記載すること。また、記載すべき金額が赤字額となるときは、その金額の直前の単位(け

た)に△印を付すること。 

 5 「法人税法の規定によって計算した連結法人税額に係る個別帰属額又は法人税法の規

定によって計算した法人税額①」の欄は、連結申告法人(令和2年旧法人税法第2条第16

号に規定する連結申告法人をいう。以下この記載要領において同じ。)にあっては、当

該連結申告法人に係る法人税の明細書(別表5の2(2)付表)の「当期分(44)」欄の「当期

発生額②」の欄の金額(連結地方法人税個別帰属額を除く。)に、所得税額の控除額の

個別帰属額(法人税の明細書(別表6の2(1))の(22)の欄の金額)、外国税額の控除額の個

別帰属額(法人税の明細書(別表6の2(2)付表)の(18)の欄の金額)、分配時調整外国税相

当額の個別帰属額(法人税の明細書(別表6の2(2の2))の(27)の欄の金額)、連結欠損金

の繰戻しによる還付金の個別帰属額及び個別控除対象所得税額等相当額の個別帰属額

(法人税の明細書(別表17(3の6))の(11)の欄の金額)の合計額を加算した金額を記載し、

括弧内には個別帰属特別控除取戻税額等(個別帰属特別控除取戻税額等がない場合に

は、零)を記載すること。 

   また、連結申告法人以外の法人にあっては、法人税の申告書(別表1)の「法人税額計」

の欄の金額(この欄の上段に使途秘匿金の支出の額の40％相当額が記載されている場

合には、当該「法人税額計」の欄の金額に当該額を加算した金額)を記載し、括弧内に

は税額控除超過額相当額等の加算額、使途秘匿金の支出に対する法人税額及び土地譲

渡利益金額に対する法人税額の合計額を記載すること。 

 6 「控除対象個別帰属調整額及び控除対象個別帰属税額の控除額④」の欄は、令和2年

改正法附則第13条第4項若しくは第5項において準用する法第321条の8第3項又は令和2

年旧法第321条の8第5項若しくは第9項の規定の適用を受ける場合に、第20号様式別表2

の7の「当期控除額⑤」の「計」及び第20号様式別表2の8の「当期控除額④」の「計」

の各欄の金額の合計額を記載すること。 

 7 「控除対象個別帰属還付税額及び控除対象還付法人税額の控除額⑤」の欄は、法第

321条の8第23項若しくは令和2年改正法附則第13条第6項において準用する法第321条

の8第26項又は令和2年旧法第321条の8第12項若しくは第15項の規定の適用を受ける場

合に、第20号様式別表2の5の「当期控除額④」の「計」の欄の金額を記載すること。 

 8 「当期に発生した控除対象個別帰属税額⑧」の欄は、零を超える場合に記載すること。 

第
二
十
号
様
式
別
表
二
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）

（
第
十
条
関
係
）

第二十号様式別表二(用紙日本産業規格A4)(第十条関係) 

控除対象通算適用前欠損

調整額の控除明細書 事 業 年 度 
・   ・ 

・   ・ 

法
人
名 

  

事 業 年 度 

通算適用前

欠 損 金 額 

控 除 対 象
通算適用前
欠損調整額 
(①×23.2／
100又は①×
19／100) 

既に控除を

受 け た 額 

控除未済額

②－③ 

当期控除額 

 

翌期繰越額 

 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

・   ・ 

・   ・ 

円 円 円 円 円   

・   ・ 

・   ・ 

          円 

・   ・ 

・   ・ 

            

・   ・ 

・   ・ 

            

・   ・ 

・   ・ 

            

・   ・ 

・   ・ 

            

・   ・ 

・   ・ 

            

・   ・ 

・   ・ 

            

・   ・ 

・   ・ 

            

・   ・ 

・   ・ 

            

計 

            

 

333



第20号様式別表2記載要領 

 1 この明細書は、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた通算適用前

欠損金額(法第321条の8第3項に規定する通算適用前欠損金額をいう。以下この記載要領において同

じ。)について、同項の規定の適用を受けようとする法人が記載し、第20号様式の申告書に添付する

こと。また、当該通算適用前欠損金額の生じた事業年度後最初の最初通算事業年度(法人税法第64

条の9第1項の規定による承認の効力が生じた日以後最初に終了する事業年度をいう。以下この記載

要領において同じ。)においては同法第57条第6項又は第8項の規定の適用があることを証する書類を

併せて添付し、同項に規定する通算承認の効力が生じた日(以下この記載要領において「通算承認の

効力が生じた日」という。)の属する事業年度終了の日後に同項に規定する新たな事業(以下この記

載要領において「新たな事業」という。)を開始した場合において同項の規定によりないものとされ

た通算適用前欠損金額があるときは、新たな事業を開始した日以後最初に終了する事業年度におい

て同項の規定の適用があることを証する書類を併せて添付すること。 

 2 「控除対象通算適用前欠損調整額②」の欄は、「通算適用前欠損金額①」の欄に記載した金額に、

最初通算事業年度終了の日(次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ次に定める日)における法

第321条の8第4項各号に掲げる法人の区分に応じ、同項第1号に規定する普通法人(租税特別措置法第

67条の2第1項の承認を受けている同項に規定する医療法人を除く。)にあっては100分の23.2を、法

第321条の8第4項第1号に規定する普通法人(租税特別措置法第67条の2第1項の承認を受けている同

項に規定する医療法人に限る。)又は法第321条の8第4項第2号に規定する協同組合等にあっては100

分の19を乗じて計算した金額を記載すること。 

  (1) 2以上の最初通算事業年度終了の日がある場合 当該通算適用前欠損金額の生じた事業年度

後最初の最初通算事業年度終了の日 

  (2) 通算承認の効力が生じた日の属する事業年度終了の日後に新たな事業を開始した場合におい

て法人税法第57条第8項の規定によりないものとされた通算適用前欠損金額がある場合 新たな

事業を開始した日以後最初に終了する事業年度終了の日 

  (3) 最初通算事業年度について法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合

に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第321条の8第3

項の規定を適用する場合 同条第1項に規定する6月経過日の前日 

 3 「当期控除額⑤」の欄は、(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額を超えない範囲内で記載すること。 

  (1) この明細書の「当期控除額⑤」の「計」、第20号様式別表2の2の「当期控除額⑤」の「計」、

第20号様式別表2の3の「当期控除額⑤」の「計」、第20号様式別表2の4の「当期控除額⑤」の「計」、

第20号様式別表2の7の「当期控除額⑤」の「計」及び第20号様式別表2の8の「当期控除額④」の

「計」の各欄の金額の合計額 

  (2) 第20号様式別表1の「法人税法の規定によって計算した法人税額⑧」から「加算対象通算対象

欠損調整額及び加算対象被配賦欠損調整額の加算額⑩」までの各欄の金額の合計額から「法人税

法の規定によって計算した法人税額⑧」の欄の括弧内の金額を控除した金額 

 4 法第321条の8第5項の規定の適用を受ける法人にあっては、この明細書の各欄は、被合併法人等(同

項に規定する被合併法人等をいう。)の前10年内事業年度(同項に規定する前10年内事業年度をい

う。)に係る控除未済通算適用前欠損調整額(同項に規定する控除未済通算適用前欠損調整額をい

う。)と同項の規定の適用を受ける法人の各事業年度の控除対象通算適用前欠損調整額(同条第4項に

規定する控除対象通算適用前欠損調整額をいう。)とに区分して、それぞれ各事業年度ごとに記載す

ること。 

第
二
十
号
様
式
別
表
二
の
二
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ

４
）
（
第
十
条
関
係
）

第二十号様式別表二の二(用紙日本産業規格A4)(第十条関係) 

控除対象合併等前欠損

調整額の控除明細書 事 業 年 度 
・   ・ 

・   ・ 

法
人
名 

  

事 業 年 度 

合 併 等 前

欠 損 金 額 

控 除 対 象
合 併 等 前
欠損調整額 
(①×23.2／
100又は①×
19／100) 

既に控除を

受 け た 額 

控除未済額

②－③ 

当期控除額 

 

翌期繰越額 

 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

・   ・ 

・   ・ 

円 円 円 円 円   

・   ・ 

・   ・ 

          円 

・   ・ 

・   ・ 

            

・   ・ 

・   ・ 

            

・   ・ 

・   ・ 

            

・   ・ 

・   ・ 

            

・   ・ 

・   ・ 

            

・   ・ 

・   ・ 

            

・   ・ 

・   ・ 

            

・   ・ 

・   ・ 

            

計 

            

 

第20号様式別表2の2記載要領 

 1 この明細書は、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた

ものとみなされた合併等前欠損金額(法第321条の8第7項に規定する合併等前欠損金額

をいう。以下この記載要領において同じ。)について、同条第8項の規定の適用を受けよ

うとする法人が記載し、第20号様式の申告書に添付すること。また、合併等事業年度(同

条第7項に規定する合併等事業年度をいう。以下この記載要領において同じ。)において

は法人税法第57条第7項の規定により同条第2項の規定の適用がないことを証する書類

を併せて添付すること。 

 2 「控除対象合併等前欠損調整額②」の欄は、「合併等前欠損金額①」の欄に記載した

金額に、合併等事業年度終了の日(合併等事業年度について法人税法第71条第1項(同法

第72条第1項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出

する義務がある法人について法第321条の8第8項の規定を適用する場合は、同条第1項に

規定する6月経過日の前日)における法第321条の8第4項各号に掲げる法人の区分に応

じ、同項第1号に規定する普通法人(租税特別措置法第67条の2第1項の承認を受けている

同項に規定する医療法人を除く。)にあっては100分の23.2を、法第321条の8第4項第1号

に規定する普通法人(租税特別措置法第67条の2第1項の承認を受けている同項に規定す

る医療法人に限る。)又は法第321条の8第4項第2号に規定する協同組合等にあっては100

分の19を乗じて計算した金額を記載すること。 

 3 「当期控除額⑤」の欄は、(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額を超えない範囲内で記

載すること。 

  (1) この明細書の「当期控除額⑤」の「計」、第20号様式別表2の「当期控除額⑤」

の「計」、第20号様式別表2の3の「当期控除額⑤」の「計」、第20号様式別表2の4

の「当期控除額⑤」の「計」、第20号様式別表2の7の「当期控除額⑤」の「計」及

び第20号様式別表2の8の「当期控除額④」の「計」の各欄の金額の合計額 

  (2) 第20号様式別表1の「法人税法の規定によって計算した法人税額⑧」から「加算

対象通算対象欠損調整額及び加算対象被配賦欠損調整額の加算額⑩」までの各欄の

金額の合計額から「法人税法の規定によって計算した法人税額⑧」の欄の括弧内の

金額を控除した金額 

 4 法第321条の8第7項の規定により被合併法人等(同項に規定する被合併法人等をいう。

以下この記載要領において同じ。)の合併等前欠損金額とみなされたものにつき同項の

規定を適用する場合には、この明細書の各欄は、当該被合併法人等の合併等前欠損金額

とみなされたものに係る控除対象合併等前欠損調整額(同条第9項に規定する控除対象

合併等前欠損調整額をいう。以下この記載要領において同じ。)と同条第8項の規定の適

用を受ける法人の控除対象合併等前欠損調整額とに区分して、それぞれ各事業年度ごと

に記載すること。 

第
二
十
号
様
式
別
表
二
の
三
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ

４
）
（
第
十
条
関
係
）

第二十号様式別表二の三(用紙日本産業規格A4)(第十条関係) 

控除対象通算対象所得

調整額の控除明細書 事 業 年 度 
・   ・ 

・   ・ 

法
人
名 

  

事 業 年 度 

通 算 対 象

所 得 金 額 

控 除 対 象
通 算 対 象
所得調整額 
(①×23.2／
100又は①×
19／100) 

既に控除を

受 け た 額 

控除未済額

②－③ 

当期控除額 

 

翌期繰越額 

 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

・   ・ 

・   ・ 

円 円 円 円 円   

・   ・ 

・   ・ 

          円 

・   ・ 

・   ・ 

            

・   ・ 

・   ・ 

            

・   ・ 

・   ・ 

            

・   ・ 

・   ・ 

            

・   ・ 

・   ・ 

            

・   ・ 

・   ・ 

            

・   ・ 

・   ・ 

            

・   ・ 

・   ・ 

            

当 期 分 

            

計 

    円   円   
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第20号様式別表2の3記載要領 

 1 この明細書は、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた

通算対象所得金額(法第321条の8第13項に規定する通算対象所得金額をいう。以下この

記載要領において同じ。)について、同項の規定の適用を受けようとする法人が記載し、

第20号様式の申告書に添付すること。 

 2 「通算対象所得金額①」の欄は、通算対象所得金額の生じた各事業年度について、当

該事業年度の法人税の明細書(別表7の2)の「通算対象所得金額(11)」の欄の金額を記載

すること。 

 3 「控除対象通算対象所得調整額②」の欄は、「通算対象所得金額①」の欄に記載した

金額に、通算対象所得金額の生じた事業年度後最初の事業年度終了の日(次に掲げる場

合に該当するときは、それぞれ次に定める日)における法第321条の8第14項各号に掲げ

る法人の区分に応じ、同項第1号に規定する普通法人(租税特別措置法第67条の2第1項の

承認を受けている同項に規定する医療法人を除く。)又は法第321条の8第14項第1号に規

定する一般社団法人等にあっては100分の23.2を、同号に規定する普通法人(租税特別措

置法第67条の2第1項の承認を受けている同項に規定する医療法人に限る。)又は法第321

条の8第14項第2号に規定する公益法人等若しくは同号に規定する協同組合等にあって

は100分の19を乗じて計算した金額を記載すること。 

  (1) 通算対象所得金額の生じた事業年度後最初の事業年度について法人税法第71条

第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係

る申告書を提出する義務がある法人について法第321条の8第13項の規定を適用する

場合 同条第1項に規定する6月経過日の前日 

  (2) 法第321条の8第15項に規定する被合併法人等(以下この記載要領において「被合

併法人等」という。)の通算対象所得金額の生じた事業年度終了の日が同項に規定す

る適格合併の日の前日又は同項に規定する残余財産の確定の日である場合 当該通

算対象所得金額の生じた事業年度終了の日 

 4 「当期控除額⑤」の欄は、(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額を超えない範囲内で記

載すること。 

  (1) この明細書の「当期控除額⑤」の「計」、第20号様式別表2の「当期控除額⑤」

の「計」、第20号様式別表2の2の「当期控除額⑤」の「計」、第20号様式別表2の4

の「当期控除額⑤」の「計」、第20号様式別表2の7の「当期控除額⑤」の「計」及

び第20号様式別表2の8の「当期控除額④」の「計」の各欄の金額の合計額 

  (2) 第20号様式別表1の「法人税法の規定によって計算した法人税額⑧」から「加算

対象通算対象欠損調整額及び加算対象被配賦欠損調整額の加算額⑩」までの各欄の

金額の合計額から「法人税法の規定によって計算した法人税額⑧」の欄の括弧内の

金額を控除した金額 

 5 法第321条の8第15項の規定の適用を受ける法人にあっては、この明細書の各欄は、被

合併法人等の前10年内事業年度(同項に規定する前10年内事業年度をいう。)に係る控除

未済通算対象所得調整額(同項に規定する控除未済通算対象所得調整額をいう。)と同項

の規定の適用を受ける法人の各事業年度の控除対象通算対象所得調整額(同条第14項

に規定する控除対象通算対象所得調整額をいう。)とに区分して、それぞれ各事業年度

ごとに記載すること。 

第
二
十
号
様
式
別
表
二
の
四
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ

４
）
（
第
十
条
関
係
）

第二十号様式別表二の四(用紙日本産業規格A4)(第十条関係) 

控除対象配賦欠損調整額

の控除明細書 事 業 年 度 
・   ・ 

・   ・ 

法
人
名 

  

事 業 年 度 

配賦欠損金

控 除 額 

控除対象配賦
欠損調整額 
(①×23.2／
100又は①×
19／100) 

既に控除を

受 け た 額 

控除未済額

②－③ 

当期控除額 

 

翌期繰越額 

 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

・   ・ 

・   ・ 

円 円 円 円 円   

・   ・ 

・   ・ 

          円 

・   ・ 

・   ・ 

            

・   ・ 

・   ・ 

            

・   ・ 

・   ・ 

            

・   ・ 

・   ・ 

            

・   ・ 

・   ・ 

            

・   ・ 

・   ・ 

            

・   ・ 

・   ・ 

            

・   ・ 

・   ・ 

            

当 期 分 

            

計 

    円   円   

 

第20号様式別表2の4記載要領 

 1 この明細書は、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた

配賦欠損金控除額(法第321条の8第19項に規定する配賦欠損金控除額をいう。以下この

記載要領において同じ。)について、同項の規定の適用を受けようとする法人が記載し、

第20号様式の申告書に添付すること。 

 2 「配賦欠損金控除額①」の欄は、配賦欠損金控除額の生じた各事業年度について、次

に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を記載すること。 

  (1) 法人税法第64条の7第5項の規定の適用がある場合 当該事業年度の法人税の明

細書(別表7(2)付表1)の「当初配賦欠損金控除額(22)」の「計」の欄の金額 

  (2) (1)に掲げる場合以外の場合 当該事業年度の法人税の明細書(別表7(2)付表1)

の当該事業年度開始の日前10年以内に開始した各事業年度の「非特定欠損金額に係

る控除未済額(5)」の欄の金額から「非特定欠損金配賦額(18)」の欄の金額を控除し

た金額(当該金額が零を下回る場合には、零)に、「非特定損金算入割合(20)」の欄

の数値を乗じて得た金額の合計額 

 3 「控除対象配賦欠損調整額②」の欄は、「配賦欠損金控除額①」の欄に記載した金額

に、配賦欠損金控除額の生じた事業年度後最初の事業年度終了の日(次に掲げる場合に

該当するときは、それぞれ次に定める日)における法第321条の8第14項各号に掲げる法

人の区分に応じ、同項第1号に規定する普通法人(租税特別措置法第67条の2第1項の承認

を受けている同項に規定する医療法人を除く。)又は法第321条の8第14項第1号に規定す

る一般社団法人等にあっては100分の23.2を、同号に規定する普通法人(租税特別措置法

第67条の2第1項の承認を受けている同項に規定する医療法人に限る。)又は法第321条の

8第14項第2号に規定する公益法人等若しくは同号に規定する協同組合等にあっては100

分の19を乗じて計算した金額を記載すること。 

  (1) 配賦欠損金控除額の生じた事業年度後最初の事業年度について法人税法第71条

第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係

る申告書を提出する義務がある法人について法第321条の8第19項の規定を適用する

場合 同条第1項に規定する6月経過日の前日 

  (2) 法第321条の8第21項に規定する被合併法人等(以下この記載要領において「被合

併法人等」という。)の配賦欠損金控除額の生じた事業年度終了の日が同項に規定す

る適格合併の日の前日又は同項に規定する残余財産の確定の日である場合 当該配

賦欠損金控除額の生じた事業年度終了の日 

 4 「当期控除額⑤」の欄は、(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額を超えない範囲内で記

載すること。 

  (1) この明細書の「当期控除額⑤」の「計」、第20号様式別表2の「当期控除額⑤」

の「計」、第20号様式別表2の2の「当期控除額⑤」の「計」、第20号様式別表2の3

の「当期控除額⑤」の「計」、第20号様式別表2の7の「当期控除額⑤」の「計」及

び第20号様式別表2の8の「当期控除額④」の「計」の各欄の金額の合計額 

  (2) 第20号様式別表1の「法人税法の規定によって計算した法人税額⑧」から「加算

対象通算対象欠損調整額及び加算対象被配賦欠損調整額の加算額⑩」までの各欄の

金額の合計額から「法人税法の規定によって計算した法人税額⑧」の欄の括弧内の

金額を控除した金額 

 5 法第321条の8第21項の規定の適用を受ける法人にあっては、この明細書の各欄は、被

合併法人等の前10年内事業年度(同項に規定する前10年内事業年度をいう。)に係る控除

未済配賦欠損調整額(同項に規定する控除未済配賦欠損調整額をいう。)と同項の規定の

適用を受ける法人の各事業年度の控除対象配賦欠損調整額(同条第20項に規定する控除

対象配賦欠損調整額をいう。)とに区分して、それぞれ各事業年度ごとに記載すること。 
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第
二
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式
別
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二
の
五
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ

４
）
（
第
十
条
関
係
）

第二十号様式別表二の五(用紙日本産業規格A4)(第十条関係) 

控除対象還付法人税額又は控除対象

個別帰属還付税額の控除明細書 
事業年度又は

連結事業年度 

・   ・ 

・   ・ 

法
人
名 

  

   事業年度又は

連結事業年度 

控除対象還付
法人税額又は
控除対象個別
帰属還付税額 

 既に控除を

受 け た 額 

控除未済額 

①－② 

当期控除額 

 

翌期繰越額 

 

① ② ③ ④ ⑤ 

・   ・ 

・   ・ 

円 円 円 円   

・   ・ 

・   ・ 

        円 

・   ・ 

・   ・ 

          

・   ・ 

・   ・ 

          

・   ・ 

・   ・ 

          

・   ・ 

・   ・ 

          

・   ・ 

・   ・ 

          

・   ・ 

・   ・ 

          

・   ・ 

・   ・ 

          

・   ・ 

・   ・ 

          

当 期 分 

          

計 

  円   円   

 

第20号様式別表2の5記載要領 

 1 この明細書は、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度若しくは中間期間(法人税法第80条第5項若しくは第144条の13第11

項又は所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前

の法人税法(以下この記載要領において「令和2年旧法人税法」という。)第80条第5項に規定する中間期間をいう。)(法人税法第80条第7項

又は第8項に規定する欠損事業年度を除く。)又は当該連結事業年度(令和2年旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。

以下この記載要領において同じ。)開始の日前10年以内に開始した事業年度(令和2年旧法人税法第80条第5項又は法人税法第144条の13第11

項に規定する中間期間を含む。)において生じた内国法人の控除対象還付法人税額(法第321条の8第23項第1号又は地方税法等の一部を改正

する法律(令和2年法律第5号。以下この記載要領において「令和2年改正法」という。)附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の法(以

下この記載要領において「令和2年旧法」という。)第321条の8第12項第1号に規定する内国法人の控除対象還付法人税額をいう。以下この

記載要領において同じ。)、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額(法第321条の8第23項第2号又は令和2年旧法第321

条の8第12項第2号に規定する外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額をいう。以下この記載要領において同じ。)、外

国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額(法第321条の8第23項第3号又は令和2年旧法第321条の8第12項第3号に規定す

る外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額をいう。以下この記載要領において同じ。)及び当該事業年度又は連結事

業年度開始の日前10年以内に開始した連結事業年度(令和2年旧法人税法第81条の31第5項に規定する中間期間を含む。)において生じた控

除対象個別帰属還付税額(令和2年旧法第321条の8第15項に規定する控除対象個別帰属還付税額をいう。以下この記載要領において同じ。)

について、法第321条の8第23項若しくは令和2年改正法附則第13条第6項において準用する法第321条の8第26項又は令和2年旧法第321条の8

第12項若しくは第15項の規定の適用を受けようとする法人が記載し、第20号様式の申告書に添付すること。 

 2 法人課税信託の受託者が当該法人課税信託について、第20号様式の申告書に添付する場合にあっては、「法人名」の欄には法人課税信託

の名称を併記すること。 

 3 「当期控除額④」の欄は、(1)、(2)及び(4)に掲げる法人にあってはそれぞれ(イ)に掲げる金額が(ロ)に掲げる金額を超えない範囲内で

記載し、(3)に掲げる法人にあっては(イ)に掲げる金額が(ロ)に掲げる金額を超えない範囲内及び(ハ)に掲げる金額が(ニ)に掲げる金額を

超えない範囲内で記載すること。 

  (1) 第20号様式を提出する法人((2)、(3)又は(4)に掲げる法人を除く。) 

   (イ) この明細書の「当期控除額④」の「計」の欄の金額 

   (ロ) 第20号様式の「法人税法の規定によって計算した法人税額①」及び「試験研究費の額等に係る法人税額の特別控除額②」の各欄

の金額の合計額から「法人税法の規定によって計算した法人税額①」の欄の括弧内の金額を控除した金額 

  (2) 第20号様式別表1を提出する法人 

   (イ) この明細書の「当期控除額④」の「計」及び第20号様式別表2の6の「当期控除額⑤」の「計」の各欄の金額の合計額 

   (ロ) 第20号様式別表1の「法人税法の規定によって計算した法人税額⑧」から「加算対象通算対象欠損調整額及び加算対象被配賦欠損

調整額の加算額⑩」までの各欄の金額の合計額から「法人税法の規定によって計算した法人税額⑧」の欄の括弧内の金額及び「控除

対象通算適用前欠損調整額、控除対象合併等前欠損調整額、控除対象通算対象所得調整額、控除対象配賦欠損調整額、控除対象個別

帰属調整額及び控除対象個別帰属税額の控除額⑪」の欄の金額の合計額を控除した金額 

  (3) 第20号様式別表1の2を提出する法人 

   (イ) この明細書の恒久的施設帰属所得に係る「当期控除額④」の「計」の欄の金額 

   (ロ) 第20号様式別表1の2の「法人税法の規定によって計算した法人税額①」の「(イ)」及び「試験研究費の額等に係る法人税額の特

別控除額②」の「(イ)」の各欄の金額の合計額から「法人税法の規定によって計算した法人税額①」の「(イ)」の欄の括弧内の金額

を控除した金額 

   (ハ) この明細書の恒久的施設非帰属所得に係る「当期控除額④」の「計」の欄の金額 

   (ニ) 第20号様式別表1の2の「法人税法の規定によって計算した法人税額①」の「(ロ)」及び「試験研究費の額等に係る法人税額の特

別控除額②」の「(ロ)」の各欄の金額の合計額から「法人税法の規定によって計算した法人税額①」の「(ロ)」の欄の括弧内の金額

を控除した金額 

  (4) 第20号様式別表1の3を提出する法人 

   (イ) この明細書の「当期控除額④」の「計」の欄の金額 

   (ロ) 第20号様式別表1の3の「差引個別帰属法人税額((①＋②)と(①の括弧書)のうちいずれか多い額)又は差引法人税額(①＋②)③」

の欄の金額から「法人税法の規定によって計算した連結法人税額に係る個別帰属額又は法人税法の規定によって計算した法人税額①」

の欄の括弧内の金額及び「控除対象個別帰属調整額及び控除対象個別帰属税額の控除額④」の欄の金額の合計額を控除した金額 

 4 法第321条の8第24項又は令和2年旧法第321条の8第13項の規定の適用を受ける法人にあっては、この明細書の各欄は、被合併法人等(これ

らの規定に規定する被合併法人等をいう。)の前10年内事業年度(これらの規定に規定する前10年内事業年度をいう。)に係る控除未済還付

法人税額(これらの規定に規定する控除未済還付法人税額をいう。)とこれらの規定の適用を受ける法人の各事業年度若しくは各中間期間

の内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設非帰属所得に

係る控除対象還付法人税額又は各連結事業年度の控除対象個別帰属還付税額とに区分して、それぞれ各事業年度若しくは各中間期間又は

各連結事業年度ごとに記載すること。 

 5 令和2年改正法附則第13条第6項において準用する法第321条の8第28項又は令和2年旧法第321条の8第16項の規定の適用を受ける法人に

あっては、この明細書の各欄は、被合併法人等(これらの規定に規定する被合併法人等をいう。)の前10年内連結事業年度(これらの規定に

規定する前10年内連結事業年度をいう。)に係る控除未済個別帰属還付税額(これらの規定に規定する控除未済個別帰属還付税額をいう。)

とこれらの規定の適用を受ける法人の各連結事業年度の控除対象個別帰属還付税額又は各事業年度若しくは各中間期間の控除対象還付法

人税額とに区分して、それぞれ各事業年度若しくは各中間期間又は各連結事業年度ごとに記載すること。 
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第二十号様式別表二の六(用紙日本産業規格A4)(第十条関係) 

控除対象還付対象欠損

調整額の控除明細書 事 業 年 度 
・   ・ 

・   ・ 

法
人
名 

  

事 業 年 度 

還 付 対 象

欠 損 金 額 

控 除 対 象
還 付 対 象
欠損調整額 
(①×23.2／
100又は①×
19／100) 

既に控除を

受 け た 額 

控除未済額

②－③ 

当期控除額 

 

翌期繰越額 

 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

・   ・ 

・   ・ 

円 円 円 円 円   

・   ・ 

・   ・ 

          円 

・   ・ 

・   ・ 

            

・   ・ 

・   ・ 

            

・   ・ 

・   ・ 

            

・   ・ 

・   ・ 

            

・   ・ 

・   ・ 

            

・   ・ 

・   ・ 

            

・   ・ 

・   ・ 

            

・   ・ 

・   ・ 

            

当 期 分 

            

計 

    円   円   
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第20号様式別表2の6記載要領 

 1 この明細書は、当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度又は中間期間

(法人税法第80条第5項に規定する中間期間をいう。以下この記載要領において同じ。)

において生じた還付対象欠損金額(法第321条の8第26項に規定する還付対象欠損金額を

いう。以下この記載要領において同じ。)について、同項の規定の適用を受けようとす

る法人が記載し、第20号様式の申告書に添付すること。 

 2 「還付対象欠損金額①」の欄は、還付対象欠損金額の生じた各事業年度又は各中間期

間について、当該事業年度又は中間期間の法人税の明細書(別表7(2))の「損金算入特定

欠損金額(3)」の「当期分」の欄(「通算対象外欠損金額による繰戻し額」の欄)及び「損

金算入非特定欠損金額(6)」の「当期分」の欄(「(3)以外の欠損金による繰戻し額」の

欄)の合計額を記載すること。 

 3 「控除対象還付対象欠損調整額②」の欄は、「還付対象欠損金額①」の欄に記載した

金額に、還付対象欠損金額の生じた事業年度後又は中間期間後最初に開始する事業年度

終了の日(次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ次に定める日)における法第321

条の8第14項各号に掲げる法人の区分に応じ、同項第1号に規定する普通法人(租税特別

措置法第67条の2第1項の承認を受けている同項に規定する医療法人を除く。)又は法第

321条の8第14項第1号に規定する一般社団法人等にあっては100分の23.2を、同号に規定

する普通法人(租税特別措置法第67条の2第1項の承認を受けている同項に規定する医療

法人に限る。)又は法第321条の8第14項第2号に規定する公益法人等若しくは同号に規定

する協同組合等にあっては100分の19を乗じて計算した金額を記載すること。 

  (1) 還付対象欠損金額の生じた事業年度又は中間期間後最初に開始する事業年度に

ついて法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合に限る。)の

規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第321条の8第

26項の規定を適用する場合 同条第1項に規定する6月経過日の前日 

  (2) 法第321条の8第28項に規定する被合併法人等(以下この記載要領において「被合

併法人等」という。)の還付対象欠損金額の生じた事業年度終了の日が同項に規定す

る適格合併の日の前日又は同項に規定する残余財産の確定の日である場合 当該還

付対象欠損金額の生じた事業年度終了の日 

 4 「当期控除額⑤」の欄は、(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額を超えない範囲内で記

載すること。 

  (1) この明細書の「当期控除額⑤」の「計」及び第20号様式別表2の5の「当期控除額

④」の「計」の各欄の金額の合計額 

  (2) 第20号様式別表1の「法人税法の規定によって計算した法人税額⑧」から「加算

対象通算対象欠損調整額及び加算対象被配賦欠損調整額の加算額⑩」までの各欄の

金額の合計額から「法人税法の規定によって計算した法人税額⑧」の欄の括弧内の

金額及び「控除対象通算適用前欠損調整額、控除対象合併等前欠損調整額、控除対

象通算対象所得調整額、控除対象配賦欠損調整額、控除対象個別帰属調整額及び控

除対象個別帰属税額の控除額⑪」の欄の金額の合計額を控除した金額 

 5 法第321条の8第28項の規定の適用を受ける法人にあっては、この明細書の各欄は、被

合併法人等の前10年内事業年度(同項に規定する前10年内事業年度をいう。)に係る控除

未済還付対象欠損調整額(同項に規定する控除未済還付対象欠損調整額をいう。)と同項

の規定の適用を受ける法人の各事業年度又は各中間期間の控除対象還付対象欠損調整

額とに区分して、それぞれ各事業年度又は各中間期間ごとに記載すること。 
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第二十号様式別表二の七(用紙日本産業規格A4)(第十条関係) 

控除対象個別帰属調整額

の控除明細書 
連結事業年度

又は事業年度 

・   ・ 

・   ・ 

法
人
名 

  

   事業年度又は

連結事業年度 

連結適用前欠

損金額又は連

結適用前災害

損失欠損金額 

控除対象個別
帰 属 調 整 額 
(①×23.2／
100又は①×
20／100) 

既に控除を

受 け た 額 

控除未済額

②－③ 

当期控除額 

 

翌期繰越額 

 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

・   ・ 

・   ・ 

円 円 円 円 円   

・   ・ 

・   ・ 

          円 

・   ・ 

・   ・ 

            

・   ・ 

・   ・ 

            

・   ・ 

・   ・ 

            

・   ・ 

・   ・ 

            

・   ・ 

・   ・ 

            

・   ・ 

・   ・ 

            

・   ・ 

・   ・ 

            

・   ・ 

・   ・ 

            

計 

            

 

第20号様式別表2の7記載要領 

 1 この明細書は、当該事業年度又は連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号。以下この記載要領において「令和

2年所得税法等改正法」という。)第3条の規定(令和2年所得税法等改正法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人

税法(以下この記載要領において「令和2年旧法人税法」という。)第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下この記載要領にお

いて同じ。)開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた連結適用前欠損金額(地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第

5号。以下この記載要領において「令和2年改正法」という。)附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の法(以下この記載要領において「令

和2年旧法」という。)第321条の8第5項に規定する連結適用前欠損金額をいう。以下この記載要領において同じ。)又は連結適用前災害損失

欠損金額(同項に規定する連結適用前災害損失欠損金額をいう。以下この記載要領において同じ。)について、令和2年改正法附則第13条第4

項において準用する法第321条の8第3項又は令和2年旧法第321条の8第5項の規定の適用を受けようとする法人が記載し、第20号様式の申告

書に添付すること。また、当該連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度(令和2

年旧法人税法第15条の2第1項に規定する最初連結事業年度をいう。以下この記載要領において同じ。)においては令和2年旧法人税法第81

条の9第2項の規定の適用がないことを証する書類も併せて添付すること。 

 2 「控除対象個別帰属調整額②」の欄は、「連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額①」の欄に記載した金額に、最初連結事

業年度の終了の日(2以上の最初連結事業年度の終了の日がある場合には、当該連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額の生じ

た事業年度後最初の最初連結事業年度の終了の日)における令和2年旧法第321条の8第6項各号に掲げる法人の区分に応じ、同項第1号に規定

する普通法人(令和2年所得税法等改正法第16条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「令和2年旧措置法」とい

う。)第68条の100第1項の承認を受けている同項に規定する医療法人を除く。)との間に連結完全支配関係(令和2年旧法人税法第2条第12号

の7の7に規定する連結完全支配関係をいう。以下この記載要領において同じ。)がある連結子法人(令和2年旧法人税法第2条第12号の7に規

定する連結子法人をいう。以下この記載要領において同じ。)にあっては100分の23.2(当該最初連結事業年度(2以上の最初連結事業年度が

ある場合には、当該連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度をいう。以下この

記載要領において同じ。)が平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始したものである場合は100分の25.5とし、当該最初連結事

業年度が平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始したものである場合は100分の23.9とし、当該最初連結事業年度が平成28年4

月1日から平成30年3月31日までの間に開始したものである場合は100分の23.4とする。)を、令和2年旧法第321条の8第6項第1号に規定する

普通法人(令和2年旧措置法第68条の100第1項の承認を受けている同項に規定する医療法人に限る。)又は令和2年旧法第321条の8第6項第2

号に規定する協同組合等との間に連結完全支配関係がある連結子法人にあっては100分の20を乗じて計算した金額を記載すること。 

 3 「当期控除額⑤」の欄は、次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ(イ)に掲げる金額が(ロ)に掲げる金額を超えない範囲内で記載するこ

と。 

  (1) 第20号様式別表1を提出する法人 

   (イ) この明細書の「当期控除額⑤」の「計」、第20号様式別表2の「当期控除額⑤」の「計」、第20号様式別表2の2の「当期控除額⑤」

の「計」、第20号様式別表2の3の「当期控除額⑤」の「計」、第20号様式別表2の4の「当期控除額⑤」の「計」及び第20号様式別表2

の8の「当期控除額④」の「計」の各欄の金額の合計額 

   (ロ) 第20号様式別表1の「法人税法の規定によって計算した法人税額⑧」から「加算対象通算対象欠損調整額及び加算対象被配賦欠損

調整額の加算額⑩」までの各欄の金額の合計額から「法人税法の規定によって計算した法人税額⑧」の欄の括弧内の金額を控除した

金額 

  (2) 第20号様式別表1の3を提出する法人 

   (イ) この明細書の「当期控除額⑤」の「計」及び第20号様式別表2の8の「当期控除額④」の「計」の各欄の金額の合計額 

   (ロ) 第20号様式別表1の3の「差引個別帰属法人税額((①＋②)と(①の括弧書)のうちいずれか多い額)又は差引法人税額(①＋②)③」

の欄の金額から「法人税法の規定によって計算した連結法人税額に係る個別帰属額又は法人税法の規定によって計算した法人税額①」

の欄の括弧内の金額を控除した金額 

 4 令和2年改正法附則第13条第4項において準用する法第321条の8第5項又は令和2年旧法第321条の8第7項の規定の適用を受ける法人にあっ

ては、この明細書の各欄は、被合併法人等(これらの規定に規定する被合併法人等をいう。)の前10年内事業年度(これらの規定に規定する

前10年内事業年度をいう。)に係る控除未済個別帰属調整額(これらの規定に規定する控除未済個別帰属調整額をいう。)とこれらの規定の

適用を受ける法人の各事業年度の控除対象個別帰属調整額(令和2年改正法附則第13条第4項において準用する法第321条の8第3項又は令和2

年旧法第321条の8第6項に規定する控除対象個別帰属調整額をいう。)とに区分して、それぞれ各事業年度又は各連結事業年度ごとに記載す

ること。 
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第
二
十
号
様
式
別
表
二
の
八
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ

４
）
（
第
十
条
関
係
）

第二十号様式別表二の八(用紙日本産業規格A4)(第十条関係) 

控除対象個別帰属税額

の控除明細書 
連結事業年度

又は事業年度 

・   ・ 

・   ・ 

法
人
名 

  

   連結事業年度

又は事業年度 

 控除対象個
別帰属税額 

 既に控除を

受 け た 額 

控除未済額 

①－② 

当期控除額 

 

翌期繰越額 

 

① ② ③ ④ ⑤ 

・   ・ 

・   ・ 

円 円 円 円   

・   ・ 

・   ・ 

        円 

・   ・ 

・   ・ 

          

・   ・ 

・   ・ 

          

・   ・ 

・   ・ 

          

・   ・ 

・   ・ 

          

・   ・ 

・   ・ 

          

・   ・ 

・   ・ 

          

・   ・ 

・   ・ 

          

・   ・ 

・   ・ 

          

当 期 分 

          

計 

  円   円   

 

第20号様式別表2の8記載要領 

 1 この明細書は、当該事業年度又は連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1条第5

号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下この記載要領において同

じ。)開始の日前10年以内に開始した連結事業年度において生じた控除対象個別帰属税額(地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律

第5号。以下この記載要領において「令和2年改正法」という。)附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の法(以下この記載要領において

「令和2年旧法」という。)第321条の8第9項に規定する控除対象個別帰属税額をいう。以下この記載要領において同じ。)について、令和2

年改正法附則第13条第5項において準用する法第321条の8第3項又は令和2年旧法第321条の8第9項の規定の適用を受けようとする法人が記

載し、第20号様式の申告書に添付すること。 

 2 「当期控除額④」の欄は、次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ(イ)に掲げる金額が(ロ)に掲げる金額を超えない範囲内で記載するこ

と。 

  (1) 第20号様式別表1を提出する法人 

   (イ) この明細書の「当期控除額④」の「計」、第20号様式別表2の「当期控除額⑤」の「計」、第20号様式別表2の2の「当期控除額⑤」

の「計」、第20号様式別表2の3の「当期控除額⑤」の「計」、第20号様式別表2の4の「当期控除額⑤」の「計」及び第20号様式別表2

の7の「当期控除額⑤」の「計」の各欄の金額の合計額 

   (ロ) 第20号様式別表1の「法人税法の規定によって計算した法人税額⑧」から「加算対象通算対象欠損調整額及び加算対象被配賦欠損

調整額の加算額⑩」までの各欄の金額の合計額から「法人税法の規定によって計算した法人税額⑧」の欄の括弧内の金額を控除した

金額 

  (2) 第20号様式別表1の3を提出する法人 

   (イ) この明細書の「当期控除額④」の「計」及び第20号様式別表2の7の「当期控除額⑤」の「計」の各欄の金額の合計額 

   (ロ) 第20号様式別表1の3の「差引個別帰属法人税額((①＋②)と(①の括弧書)のうちいずれか多い額)又は差引法人税額(①＋②)③」

の欄の金額から「法人税法の規定によって計算した連結法人税額に係る個別帰属額又は法人税法の規定によって計算した法人税額①」

の欄の括弧内の金額を控除した金額 

 3 令和2年改正法附則第13条第5項において準用する法第321条の8第5項又は令和2年旧法第321条の8第10項の規定の適用を受ける法人に

あっては、この明細書の各欄は、被合併法人等(これらの規定に規定する被合併法人等をいう。)の前10年内連結事業年度(これらの規定に

規定する前10年内連結事業年度をいう。)に係る控除未済個別帰属税額(これらの規定に規定する控除未済個別帰属税額をいう。)とこれら

の規定の適用を受ける法人の各連結事業年度の控除対象個別帰属税額とに区分して、それぞれ各連結事業年度又は各事業年度ごとに記載す

ること。 

第
二
十
号
様
式
別
表
三
　
削
除

第
二
十
号
様
式
別
表
四
及
び
別
表
四
の
二
　
削
除

第
二
十
号
様
式
別
表
四
の
三
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産

業
規
格
Ａ
４
・
紫
色
）
（
第
十
条
関
係
）

第二十号様式別表四の三(提出用)(用紙日本産業規格A4・紫色)(第十条関係) 

  
※

処理

事項 

整 理 番 号 事務所 
区
分 

管 理 番 号 申告区分 

  
        

法

人

名 

  
法 人 番 号   

  
      

事 業 年 度 又 は

連 結 事 業 年 度 

  

令和 
  

年   月   日から 

  

令和 
  

年   月   日まで 

  

均 等 割 額 の 計 算 に 関 す る 明 細 書 

区 名 区内の主たる事務所等所在地 

区
コ
ー
ド 

※ 

月
数 

従業者数 均等割額 

1 
        人     千 円 

0 0 

2 
                 

0 0 

3 
                 

0 0 

4 
                 

0 0 

5 
                 

0 0 

6 
                 

0 0 

7 
                 

0 0 

8 
                 

0 0 

9 
                 

0 0 

10 
                 

0 0 

11 
                 

0 0 

12 
                 

0 0 

13 
                 

0 0 

14 
                 

0 0 

15 
                 

0 0 

16 
                 

0 0 

17 
                 

0 0 

18 
                 

0 0 

19 
                 

0 0 

20 
                 

0 0 

21 
                 

0 0 

22 
                 

0 0 

23 
                 

0 0 

24 
                 

0 0 

計 
             

0 0 
 

第二十号様式別表四の三(入力用)(用紙日本産業規格A4・紫色)(第十条関係) 

 

1 
整 理 番 号 事務所 区

分 

管 理 番 号 申告区分  

23 
    

A 
    

  
法 人 番 号   

      36 

37 

申告年月日 
24  43 

事業年度又は

連結事業年度 

  48 
          

  
  

42 49           54 
  

55                  68  

予備 

          

 

 

 

11   区コード 月数 従業者数   均等割額 

  
B 

  
01 

      
02 

    

0 0 

  

03 
      

04 
    

0 0 

05 
      

06 
    

0 0 

07 
      

08 
    

0 0 

09 
      

10 
    

0 0 

11 
      

12 
    

0 0 

13 
      

14 
    

0 0 

15 
      

16 
    

0 0 

17 
      

18 
    

0 0 

19 
      

20 
    

0 0 

21 
      

22 
    

0 0 

23 
      

24 
    

0 0 

25 
      

26 
    

0 0 

27 
      

28 
    

0 0 

29 
      

30 
    

0 0 

31 
      

32 
    

0 0 

33 
      

34 
    

0 0 

35 
      

36 
    

0 0 

37 
      

38 
    

0 0 

39 
      

40 
    

0 0 

41 
      

42 
    

0 0 

43 
      

44 
    

0 0 

45 
      

46 
    

0 0 

47 
      

48 
    

0 0 

計 49 
    

0 0 
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第20号様式別表4の3記載要領 

 1 この明細書は、指定都市(法第737条第1項の市をいう。)内の9以上の区に事務所又は

事業所を有する法人が当該指定都市の長に提出する第20号様式、第20号の3様式又は

第22号の3様式の申告書に添付すること。 

 2 「法人番号」欄には、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号をいう。)を記載すること。 

第
二
十
号
の
二
様
式
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格

Ａ
４
・
紫
色
）
（
第
十
条
関
係
）

第二十号の二様式(提出用)(用紙日本産業規格A4・紫色)(第十条関係) 

  
※
処
理
事
項 

発 信 年 月 日 
整 理 番 号 事務所 区

分 

管 理 番 号 申告区分 
通信日付印 確 認 

  
    

  
     

受付印 

      

    令和  年  月  日 

 
殿 

法 人 番 号 申告年月日 

    
  

    
年 月 日 

所 在 地 

本市町村が
支店等の場
合は本店所
在地と併記 

(電話               ) 

事業種目   

(ふりがな)   期 末 現 在 の 資 本 金 の 額

又 は 出 資 金 の 額 

兆 十億 百万 千 円 

法 人 名   期 末 現 在 の

資 本 金 等 の 額 
          

(ふりがな)   (ふりがな)   

代 表 者

氏 名 
  

経理責任者

氏 名 
  

 ※ 

申告書 

  

 令和 
  

年   月   日から令和   年   月   日までの事業年度分の退職年金等積立金に係る市町村民税の       

 

摘 要 課 税 標 準 

法 人 税 割 額 

税率(
100

) 税 額 

 課 税 標 準 と な る 退 職 年 金 等 積 立 金 に 係 る 法 人 税 額 

① 

十億 百万 千 円   十億 百万 千 円 

 法 人 税 の 申 告 書

(別 表 20) の (12) 
及 び そ の 法 人 税 割 額 

      
0 0 0 

      
 0 0 

 2以上の市町村に事務所又は事業所を有する法人における課税標準と

なる退職年金等積立金に係る法人税額及びその法人税割額( ⑥
⑤

①
× ) 

② 

      

0 0 0 

        

 0 0 

 ① 又 は ② の う ち 既 に 納 付 の 確 定 し た 当 期 分 の 法 人

税 割 額 
③ 

          

 0 0 

 こ の 申 告 に よ り 納 付 す べ き 法 人 税 割 額 

①－③又は②－③  
④ 

          

 0 0 

全 従 業 者 数 ⑤ 

人 
  当 該 市 町 村 内 に 所 在 す る 事

務 所 又 は 事 業 所 の 従 業 者 数 
⑥ 

人 

⑥

の

内

訳

⑦ 

事 務 所 又 は 事 業 所 
従業者数 

名 称 所 在 地 

    人 

      

      

      

 

  
関与税理士

署 名 
(電話                 ) 

 

第二十号の二様式(入力用)(用紙日本産業規格A4・紫色)(第十条関係) 

1 整 理 番 号 事務所 
区
分 

管 理 番 号 申告区分 23 

    
A 

    

 
 
 
 
 

24 

法 人 番 号 申告年月日  

42         年 月 日 

  
 

 

 
11 

B 

 

  期末現在の資本金の額

又 は 出 資 金 の 額 
41 

          

期 末 現 在 の

資 本 金 等 の 額 
42 

          

 

 

 

 

 

     43            48    49            54                55                68 

事業年度 
                      

予備 

          

 

 

 

 
11 

B 
    

01 

      

0 0 0 

  

10 

      

0 0  

  

02 

      

0 0 0 

11 

      

0 0  

  

03 

      

0 0  

04 

      

0 0  

  

05 

    

06 

  

 

第20号の2様式記載要領 

 1 この申告書は、退職年金等積立金に係る法人税額を課税標準として算定した法人税割

額の確定申告をする場合又はこれに係る修正申告をする場合に使用すること。 

 2 この申告書は、事務所又は事業所所在地の市町村長に1通を提出すること。 

 3 ※印の欄は記載しないこと。 

 4 「法人番号」欄には、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号をいう。)を記載すること。 

 5 金額の単位区分(けた)のある欄の記載に際しては、単位区分に従って正確に金額を記

載すること。 

 6 「期末現在の資本金等の額」の欄は、法第292条第1項第4号の2イ若しくはハ(政令第

45条の4において準用する政令第6条の24第1号に定める金額に限る。)又は地方税法等

の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)附則第1条第5号に掲げる規定による改正前

の法第292条第1項第4号の5イ、ニ若しくはホ(地方税法施行令の一部を改正する政令

(令和2年政令第264号)による改正前の政令(以下この記載要領において「令和2年旧政

令」という。)第45条の5において準用する令和2年旧政令第6条の25第1号に定める金額

に限る。)に定める額を記載すること。 
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第
二
十
号
の
三
様
式
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格

Ａ
４
・
草
色
）
（
第
十
条
関
係
）

第二十号の三様式(提出用)(用紙日本産業規格A4・草色)(第十条関係) 

  
※
処
理
事
項 

発 信 年 月 日 整 理 番 号 事務所 区分 管 理 番 号 申告区分 

通信日付印 確 認 

          
  

受付印 

      

    令和   年   月   日 

 

殿  

法 人 番 号 申告年月日 

    
  

    
年 月 日 

所 在 地 

本市町村が

支店等の場

合は本店所

在地と併記 
(電話                  ) 

事 業 種 目   

前 期 末 現 在 の 資 本 金 の 額

又 は 出 資 金 の 額 

兆 

( 

十億 百万 千 円 

) (ふりがな)   

法 人 名   

  
        

前期末現在の資本金の額及び

資本準備金 の額の合 算額 

  

         

(ふりがな)   (ふりがな)   

前 期 末 現 在 の

資 本 金 等 の 額 

  

        代 表 者

氏 名 
  

経理責任者

氏 名 
  

 

 令和 
  

年   月   日から令和 
  

年   月   日までの 
事業年度分又は

連結事業年度分 
の市町村民税の予定申告書 

※ 
  

  
  

 

摘 要 税 額 

前事業年度又は前連結事業年度の法人税割額(⑲の金額) ① 

十億 百万 千 円 

0 0 

予定申告税額 
事業年度の月数前事業年度又は前連結

6
×①  ② 

       

0 0 

この申告が修正申告である場合は既に納付の確定した当期分の法人税割額 ③ 

  

    

 

0 0 

この申告により納付すべき法人税割額 ②－③ ④ 

  

    

 

0 0 

均
等
割
額 

 算定期間中において事務所等を有していた月数 ⑤     月 

                    
12

⑤
  ×  円  ⑥ 

十億 百万 千 円 

0 0 

この申告により納付すべき市町村民税額 ④＋⑥ ⑦ 
  

    
 

0 0 

当該市町村内に所在する事務所、事業所又は寮等 当該市町村分の均等
割の税率適用区分に
用 い る 従 業 者 数 名 称 事務所、事業所又は寮等の所在地 

    人 

      

合 計 ⑧ 
  

前事業年度又は前連結事業年度の法人税割額の明細 こ の 申 告 の 期 間 
     ・      ・       

     ・      ・       

(特別控除取戻税額等又は個別帰属特別控除取戻

税額等) 

課 税 標 準 と な る 法 人 税 額 又 は 個 別 帰 属

法 人 税 額 

⑨ 

十億 

( 

百万 千 円 

) 前事業年度又は前連結事業年度の期間 
     ・      ・       
     ・      ・       

        
通 算 親 法 人 の 事 業 年 度 の 期 間 

     ・      ・       
     ・      ・       

法人税割額 ⑩ 
        

法 第 1 5 条 の 4 の 徴 収 猶 予 を 受 け よ う と す る 税 額 
十億 百万 千 円 

市町村民税の特定寄附金税額控除額 ⑪         

場

合

の

⑥

の

計

算 

指

定

都

市

に

申

告

す

る 

区 名 
※ 
区コード 月数 従業者数   均等割額 

  
  

  
人 

  
円 

0 0 
税額控除超過額相当額の加算額 ⑫         

  
  

      0 0 

外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額

又は個別控除対象所得税額等相当額の控除額 
⑬         

  
  

      0 0 

外国の法人税等の額の控除額 ⑭           
  

      0 0 

          0 0 仮装経理に基づく法人税割額の控除額 ⑮         

  
  

      0 0 
租税条約の実施に係る法人税割額の控除額 ⑯         

  
  

      0 0 

納付すべき法人税割額 ⑩－⑪＋⑫－⑬－⑭－⑮－⑯ ⑰         
          0 0 

⑰の う ち 特 別 控 除 取 戻 税 額 等 又 は 個 別 帰属

特別控除取戻税額等に係る法人税割額 
⑱         

          0 0 

差引法人税割額 ⑰－⑫－⑱ ⑲           
  

      0 0 

関与税理士署名 
(電話                  ) 

 

第二十号の三様式(入力用)(用紙日本産業規格A4・草色)(第十条関係) 

1 整 理 番 号 事務所 区
分 

管 理 番 号 申告区分 23 

    
A 

    

  
法 人 番 号 申告年月日  

42         年 月 日 

24 

 

 

11   
  

B 

 

  

前期末現在の資本金の額

又 は 出 資 金 の 額 

40 
            

41 
          

前期末現在の資本金の額及び

資本準備金の額の合算額 
42 

          

      43             48    49             54 

前 期 末 現 在 の

資 本 金 等 の 額 
43 

          

  
事業年度又は
連結事業年度 

                      
55 予備 

          
68 

  
 

11       

B 
01 

      

0 0    

02 

      

0 0  

03 

      

0 0  

04 

      

0 0  

05 

        

06 

      

0 0  

07 

      

0 0  

 

 

 

 

 

  

08 

  

 

 

 

 

 

 

11     区コード 月数 従業者数   均等割額 

  
B 

  
50 

      
51 0 0  

  
52 

      
53 0 0  

54 
      

55 0 0  

56 
      

57 0 0  

58 
      

59 0 0  

60 
      

61 0 0  

62 
      

63 0 0  

64 
      

65 0 0  

66 
      

67 0 0  

68 
      

69 0 0  

 

第20号の3様式記載要領 

 1 この申告書は、前事業年度又は前連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令

和2年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による

改正前の法人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。)の法人税割額を基礎

にして中間申告をする場合に使用すること。 

 2 この申告書は、事務所又は事業所所在地の市町村長に1通を提出すること。 

 3 ※印の欄は記載しないこと。 

 4 「法人番号」欄には、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号をいう。)を記載すること。 

 5 金額の単位区分(けた)のある欄の記載に際しては、単位区分に従って正確に金額を記

載すること。 

 6 法人課税信託の受託者が当該法人課税信託について、この申告書を提出する場合に

あっては、「法人名」の欄には法人課税信託の名称を併記すること。 

 7 「前期末現在の資本金等の額」の欄は、法第292条第1項第4号の2ロ若しくはハ(政令第

45条の4において準用する政令第6条の24第2号又は第3号に定める金額に限る。)又は地方

税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)附則第1条第5号に掲げる規定による改

正前の法(以下この記載要領において「令和2年旧法」という。)第292条第1項第4号の5

ロ、ハ若しくはホ(地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第264号)による改

正前の政令(以下この記載要領において「令和2年旧政令」という。)第45条の5において

準用する令和2年旧政令第6条の25第2号又は第3号に定める金額に限る。)に定める額を記

載すること。 

 8 
「
 

 」
の欄は、当該事業年度 

  開始の日から法第321条の8第1項又は第2項に規定する6月経過日の前日までの期間の月

数(暦に従い計算し、1月に満たない端数を生じたときは、1月とする。)が6以外である場

合には、分子の「6」を当該月数に読み替えて計算した金額を記載すること。 

 9 「通算親法人の事業年度の期間」の欄は、法人税法第2条第12号の7に規定する通算子

法人が、当該事業年度開始の日の属する当該法人に係る通算親法人(同条第12号の6の7

に規定する通算親法人をいう。)の事業年度の期間を記載すること。 

 10 「法第15条の4の徴収猶予を受けようとする税額」の欄は、法第15条の4第1項又は令

和2年旧法第15条の4第1項の規定の適用を受けようとする場合において、第1号様式によ

る届出書に代えようとする法人が記載すること。 

第
二
十
号
の
三
の
二
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）

（
第
十
条
関
係
）

第二十号の三の二様式(用紙日本産業規格A4)(第十条関係) 

外国関係会社に係る控除対象所得税額等相当額及

び個別控除対象所得税額等相当額の控除に関する

明細書 

事業年度又は

連結事業年度 

・    ・ 

・    ・ 

法
人
名 

  

政令第48条の13第7項ただし書又は令和2年旧政令第48条の13第8項ただし書の規定の適用の有無 有 ・ 無 

控除する金額の計算 

所得税等の額 ① 
円 

道府県民税の法人税割額 ⑥ 
円 

控除対象所得税額等相当額又は個別控

除対象所得税額等相当額 
② 

  控除対象所得税額等相当額又は個別控除

対象所得税額等相当額のうち⑤と⑥の合

計額を超える額   ②－ (⑤＋⑥) 

⑦ 

  

法人税の控除額 ③ 
  

市町村民税の法人税割額    ⑬ ⑧ 
  

地方法人税の控除額 ④ 
  

控除する金額(⑦若しくは⑧のうち少ない

額又は⑭) 
⑨ 

  

国税の控除額   ③＋④ ⑤ 
  

  

各市町村ごとに控除する金額の明細 

事 務 所 又 は 事 業 所 
従業者

数又は

補正後

の従業

者 数  

控除すべき金額 

 

⑩ 

各市町村ごとに算

定した法人税割額 

⑪ 

各市町村ごとに

控除する金額 

(⑩又は⑪のうち

少ない額) 

⑫ 
名 称 所 在 地 

    
人 円 円 円 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

合 計     
⑬ ⑭ 

 

340



第20号の3の2様式記載要領 

 1 この明細書は、内国法人が法第321条の8第36項又は地方税法等の一部を改正する法律

(令和2年法律第5号)附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の法(以下この記載要領

において「令和2年旧法」という。)第321条の8第24項の規定の適用を受ける場合に記載

し、第20号様式の申告書又は第10号の4様式の更正請求書に添付すること。 

 2 法人課税信託の受託者が当該法人課税信託について、第20号様式の申告書又は第10号

の4様式の更正請求書に添付する場合には、「法人名」の欄には法人課税信託の名称を

併記すること。 

 3 「所得税等の額①」の欄は、法人税の明細書(別表17(3の6)付表)の(5)の欄の金額を

記載すること。 

 4 「控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額②」の欄は、法人税

の明細書(別表17(3の6)付表)の(31)の欄の金額を記載すること。 

 5 「法人税の控除額③」の欄は、法人税の明細書(別表17(3の6))の(3)又は法人税法施

行規則の一部を改正する省令(令和5年財務省令第34号)による改正前の法人税の明細書

(別表17(3の6))の(11)の各欄の金額を記載すること。 

 6 「地方法人税の控除額④」の欄は、法人税の明細書(別表17(3の6))の(4)の欄の金額

と地方法人税の申告書(別表1)の(7)の欄の金額から法人税の明細書(別表6(5の2))の

(8)の欄の金額を控除した金額のうち少ない金額又は地方法人税の明細書(別表2付表3)

の(16)の欄の金額を記載すること。 

 7 「各市町村ごとに算定した法人税割額⑪」の欄は、第20号様式の「課税標準となる法

人税額又は個別帰属法人税額及びその法人税割額⑤」の「税額」の欄の金額又は「2以

上の市町村に事務所又は事業所を有する法人における課税標準となる法人税額又は個

別帰属法人税額及びその法人税割額⑥」の「税額」の欄の金額から「市町村民税の特定

寄附金税額控除額⑦」の欄の金額を控除し、「税額控除超過額相当額の加算額⑧」の欄

の金額を加算した金額を記載すること。 

 8 内国法人が法第321条の8第37項又は令和2年旧法第321条の8第25項の規定の適用を受

ける場合には、この表に所要の調整をして記載すること。 

第
二
十
号
の
四
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第

十
条
関
係
）

第二十号の四様式(用紙日本産業規格A4)(第十条関係) 

外国の法人税等の額の控除

に関する明細書 
事業年度又は

連結事業年度 

・    ・ 

・    ・ 

法
人
名 

  

政令第48条の13第7項ただし書又は令和2年旧政

令第48条の13第8項ただし書の規定の適用の有無 
有 ・ 無 前3年以内の控除未済外国税額及び

控除未済税額控除不足額相当額の明細 
当期において控除する外国税額及び税額控除不足額相当額の計算 

控
除
対
象
外
国
税
額 

当 期 の 控 除 対 象 外 国 税 額 

(別表1の⑥) 
① 

円  事 業 年 度 又 は

連 結 事 業 年 度 

控除未済

外国税額等 ⑯ 
当期控除額  

⑰ 

翌期繰越額 

⑯－⑰ ⑱ 

前3年以内の控除限度額を超える

外国税額(別表1の⑱) 
②   ・   ・ 

・   ・ 

円 円 

  

    計    ①＋② ③   

・   ・ 

・   ・ 

    
円 

当

期

分

の

控

除

外

国

税

額 

国 税 の 控 除 限 度 額 
(別表1の①、同表の⑥又は(同表の
①＋同表の②)) 

④   

      
道 府 県 民 税 の 控 除 限 度 額 

(別表1の③) 
⑤   

・   ・ 

・   ・ 

      
外国税額のうち④と⑤の合計額を

超える額  ③－(④＋⑤) 
⑥   

      
市 町 村 民 税 の 控 除 限 度 額 

(別表1の④) 
⑦   

・   ・ 

・   ・ 

      

前3年以内の控除余裕額のうち

当期加算額(別表1の ) 
⑧         

計    ⑦＋⑧ ⑨   ・   ・ 

・   ・ 

      

      当 期 分 の 控 除 外 国 税 額 

(⑥又は⑨のうち少ない額) 
⑩   

・   ・ 

・   ・ 

      
⑩ 又 は 当 初 申 告 税 額 控 除 額 ⑪   

      
前 3年以内の控除未済外国税額及び

控除未済税額控除不足額相当額 
⑫   

当 期 分     

  
法 第 3 2 1 条 の 8 第 4 2 項 に よ り

控 除 で き る 金 額 ( 別 表 7 の ⑧ ) 
⑬   

  

当期分として算定した法人税割額 

( 又は第20号様式の⑤－⑦＋⑧－⑨) 
⑭   

計   ⑫  

円 円 
  

当期において控除する外国税額及び税額
控除不足額相当額(⑭若しくは(⑪＋⑫＋
⑬)のうち少ない額又は ) 

⑮       
  

各市町村ごとに控除する外国税額及び税額控除不足額相当額の明細 

事 務 所 又 は 事 業 所 
従業者
数又は
補正後
の従業
者数 

控 除 す べ き

外 国 税 額 等 

 

⑲ 

各市町村ごとに

算定した法人税

割額 

⑳ 

各市町村ごとに
控除する外国税
額等(⑲又は⑳
のうち少ない額) 

 
名 称 所 在 地 

    人 円 円 円 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

合 計     
  

 

第20号の4様式記載要領 

 1 この明細書は、外国において課された外国の法人税等の額を法第321条の8第38項又は地方税法等の一部を改正する法律(令和2年

法律第5号)附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の法第321条の8第26項の規定により法人税割額から控除しようとする場合に

記載し、第20号様式の申告書又は第10号の4様式の更正請求書に添付すること。 

 2 法人課税信託の受託者が当該法人課税信託について、第20号様式の申告書又は第10号の4様式の更正請求書に添付する場合にあっ

ては、「法人名」の欄には法人課税信託の名称を併記すること。 

 3 「国税の控除限度額④」の欄は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を記載すること。 

  (1) 第20号の4様式別表1の「当期の控除対象外国税額⑥」の欄の金額が、第20号の4様式別表1の「法人税の控除限度額①」の欄

の金額以下の場合 第20号の4様式別表1の「法人税の控除限度額①」の欄の金額 

  (2) 第20号の4様式別表1の「当期の控除対象外国税額⑥」の欄の金額が、第20号の4様式別表1の「法人税の控除限度額①」の欄

の金額を超え、かつ、同欄の金額と同表の「地方法人税の控除限度額②」の欄の金額の合計額以下の場合 第20号の4様式別表1

の「当期の控除対象外国税額⑥」の欄の金額 

  (3) 第20号の4様式別表1の「当期の控除対象外国税額⑥」の欄の金額が、第20号の4様式別表1の「法人税の控除限度額①」の欄

の金額と同表の「地方法人税の控除限度額②」の欄の金額の合計額を超える場合 当該合計額 

 4 「市町村民税の控除限度額⑦」の欄は、政令第48条の13第7項本文又は地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第264

号)による改正前の政令(以下この記載要領において「令和2年旧政令」という。)第48条の13第8項本文の規定により計算する法人に

あっては、法人税の控除限度額(法人税の明細書(別表6(2))の(17)、法人税の明細書(別表6の2(2)付表)の(13)又は法人税の明細書

(別表6の2)の(11))に法第314条の4第1項に規定する標準税率を乗じて計算した金額を記載すること。 

   また、政令第48条の13第7項ただし書又は令和2年旧政令第48条の13第8項ただし書の規定により計算する法人にあっては、第20

号の4様式別表2の市町村民税の控除限度額の「合計⑦」の欄の金額を記載すること。 

 5 「⑩又は当初申告税額控除額⑪」の欄の記載に当たっては、次によること。 

  (1) (2)に規定する場合((3)に規定するときを含む。)以外の場合には、「又は当初申告税額控除額」を抹消すること。 

  (2) 通算法人(法人税法第2条第12号の7の2に規定する通算法人をいう。以下この記載要領において同じ。)の適用事業年度(法第3

21条の8第39項に規定する適用事業年度をいう。以下この記載要領において同じ。)について同項の規定の適用を受ける場合((3)

に規定するときを除く。)には、「⑩又は」を抹消すること。 

  (3) 既に通算法人の適用事業年度について法第321条の8第40項(第1号及び第3号に係る部分に限る。)の規定を適用して同条第34

項に規定する申告書の提出又は法第321条の11第1項若しくは第3項の規定による更正がされていた場合において、当該適用事業

年度につき法第321条の8第39項の規定の適用を受けるときは、当該申告書又は当該更正のうち、最も新しいものに基づき「⑩又

は当初申告税額控除額⑪」の欄の金額として計算される金額を記載すること。 

 6 「控除未済外国税額等⑯」から「翌期繰越額⑱」までの各欄は、各事業年度又は各連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法

律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法第15条の2第1項に規

定する連結事業年度をいう。以下この記載要領において同じ。)の欄の上段は政令第48条の13第20項又は令和2年旧政令第48条の13

第21項に規定する控除未済外国法人税等額について記載し、下段は政令第48条の13の2第1項の規定による読替え後の政令第48条の

13第20項に規定する控除未済税額控除不足額相当額について記載すること。 

 7 「控除未済外国税額等⑯」の欄の記載に当たっては、次によること。 

  (1) 当該法人を合併法人(法人税法第2条第12号に規定する合併法人をいう。)、分割承継法人(同条第12号の3に規定する分割承継

法人をいう。)又は被現物出資法人(同条第12号の5に規定する被現物出資法人をいう。)とする適格合併等(適格合併(同条第12

号の8に規定する適格合併をいう。)、適格分割(同条第12号の11に規定する適格分割をいう。以下この記載要領において同じ。)

又は適格現物出資(同条第12号の14に規定する適格現物出資をいう。以下この記載要領において同じ。)をいう。以下この記

載要領において同じ。)が行われた場合において政令第48条の13第21項又は令和2年旧政令第48条の13第22項の規定の適用があ

るときの当該法人の当該適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度にあっては、第20号の4様式別表5の「当該法人の調

整後の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額⑦」の欄の金額を記載すること。 

  (2) 当該法人を分割法人(法人税法第2条第12号の2に規定する分割法人をいう。)又は現物出資法人(同条第12号の4に規定する現

物出資法人をいう。)とする適格分割等(適格分割又は適格現物出資をいう。以下この記載要領において同じ。)が行われた場合

において政令第48条の13第28項又は令和2年旧政令第48条の13第29項の規定の適用があるときの当該法人の当該適格分割等の日

の属する事業年度又は連結事業年度にあっては、第20号の4様式別表6の「当該法人の調整後の控除未済外国税額及び控除未済税

額控除不足額相当額⑤」の欄の金額を記載すること。 

 8 「各市町村ごとに算定した法人税割額⑳」の欄は、第20号様式の「課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額及びその法人

税割額⑤」の「税額」の欄の金額又は「2以上の市町村に事務所又は事業所を有する法人における課税標準となる法人税額又は個別

帰属法人税額及びその法人税割額⑥」の「税額」の欄の金額から「市町村民税の特定寄附金税額控除額⑦」の欄の金額を控除し、

「税額控除超過額相当額の加算額⑧」の欄の金額を加算し、「外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所

得税額等相当額の控除額⑨」の欄の金額を控除した金額を記載すること。 
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係
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第二十号の四様式別表一(用紙日本産業規格A4)(第十条関係) 

控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額

の計算に関する明細書 

事業年度又は

連結事業年度 

・    ・ 

・    ・ 

法
人
名 

  

当期分の控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の計算 

当

期

分

の

控

除

限

度

額 

法 人 税 の 控 除 限 度 額 ① 
円 

当

期

分

の

控

除

余

裕

額 

国 税 の 控 除 余 裕 額 ①－⑥ ⑦ 
円 

地 方 法 人 税 の 控 除 限 度 額 ② 
  

道府県民税の控除余裕額(①＋②＋③

－⑥ )又は③のうち少ない金額 
⑧   

道 府 県 民 税 の 控 除 限 度 額 ③ 
  

市町村民税の控除余裕額(⑤－⑥)

又 は ④ の う ち 少 な い 金 額 
⑨   

市 町 村 民 税 の 控 除 限 度 額 ④ 
  

計  ⑦＋⑧＋⑨ ⑩   計  ①＋②＋③＋④ ⑤ 
  

当 期 の 控 除 対 象 外 国 税 額 ⑥ 
  当期分の控除限度額を超える外国税額 

⑥－⑤ 
⑪ 

  

前3年以内の控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の明細 

 事業年度又は

連結事業年度 

控 除 余 裕 額 控除限度額を超える外国税額 

国 税 道 府 県 民 税 市 町 村 民 税 
前 期

からの

繰越額 

当期分

とみな

す額 

翌 期

繰越額 

前 期
からの
繰越額 

当期に
加 算
する額 

翌 期

繰越額 

前 期
からの
繰越額 

当期に
加 算
する額 

翌 期

繰越額 

前 期
からの
繰越額 

当期に
加 算
する額 

翌 期

繰越額 

・   ・ 

・   ・ 

円 円 
  

円 円 
  

円 円 
  

円 円 
  

・   ・ 

・   ・ 

    円     円     円     円 

・   ・ 

・   ・ 

                        

・   ・ 

・   ・ 

                        

・   ・ 

・   ・ 

                        

・   ・ 

・   ・ 

                        

合 計 
⑫ ⑬   ⑭ ⑮   ⑯ ⑰   ⑱ ⑲   

当 期 分 

⑦の額 の額 
⑦－

の 額 
⑧の額 の額 

⑧－

の 額 
⑨の額 の額 

⑨－

の 額 
⑪の額 

⑬ ＋ ⑮

＋ ⑰ の

額 

⑪－(⑬＋

⑮＋⑰)

の額 

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 

前 3年以内の控

除余裕額の当期

の限度額への加

算額 

国 税 
⑫のうち⑪に
充てられる額 

⑳ 

⑬     円 

前3年以内の控

除限度額を超え

る外国税額の当

期への繰越額 

国 税 
⑱のうち⑦に
充てられる額 

 
円 

道府県
民 税 

⑱－ のうち⑧
に充てられる額 

 
  

道府県
民 税 

⑭のうち⑪に
充てられる額 

 

⑮ 

市町村
民 税 

⑱－ － のうち
⑨に充てられる額 

 

  

市町村
民 税 

⑯のうち⑪に
充てられる額 

 

⑰ 

計 ＋ ＋   
⑲ 

 

第20号の4様式別表1記載要領 

 1 この明細書は、第20号の4様式の明細書に添付すること。 

 2 法人課税信託の受託者が当該法人課税信託について、第20号の4様式の明細書に添付する場合にあっ

ては、「法人名」の欄には法人課税信託の名称を併記すること。 

 3 この明細書の各欄に記載すべき金額は、おおむね法人税の明細書(別表6(3))の各欄に記載すべき金

額に一致するものであるから、同明細書に記載したところに準じて記載すること。 

 4 「控除余裕額」欄の「前期からの繰越額」の欄の記載に当たっては、次によること。 

  (1) 当該法人を合併法人等(合併法人(法人税法第2条第12号に規定する合併法人をいう。)、分割承

継法人(同条第12号の3に規定する分割承継法人をいう。)又は被現物出資法人(同条第12号の5に規

定する被現物出資法人をいう。)をいう。以下この記載要領において同じ。)とする適格合併等(適

格合併(同条第12号の8に規定する適格合併をいう。)、適格分割(同条第12号の11に規定する適格分

割をいう。以下この記載要領において同じ。)又は適格現物出資(同条第12号の14に規定する適格現

物出資をいう。以下この記載要領において同じ。)をいう。以下この記載要領において同じ。)が行

われた場合において政令第48条の13第9項又は地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令

第264号)による改正前の政令(以下この記載要領において「令和2年旧政令」という。)第48条の13

第10項の規定の適用があるときの当該法人の当該適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業

年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1条第5号ロに

掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。

以下この記載要領において同じ。)にあっては、第20号の4様式別表3の「当該法人の調整後の控除

余裕額⑪」の欄の金額を記載すること。 

  (2) 当該法人を分割法人等(分割法人(法人税法第2条第12号の2に規定する分割法人をいう。)又は現

物出資法人(同条第12号の4に規定する現物出資法人をいう。)をいう。以下この記載要領において

同じ。)とする適格分割等(適格分割又は適格現物出資をいう。以下この記載要領において同じ。)

が行われた場合において政令第48条の13第18項又は令和2年旧政令第48条の13第19項の規定の適用

があるときの当該法人の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度にあっては、第20

号の4様式別表4の「当該法人の調整後の控除余裕額⑤」の欄の金額を記載すること。 

 5 「控除限度額を超える外国税額」欄の「前期からの繰越額」の欄の記載に当たっては、次によるこ

と。 

  (1) 当該法人を合併法人等とする適格合併等が行われた場合において政令第48条の13第9項又は令

和2年旧政令第48条の13第10項の規定の適用があるときの当該法人の当該適格組織再編成の日の属

する事業年度又は連結事業年度にあっては、第20号の4様式別表3の「当該法人の調整後の控除限度

額を超える外国税額⑭」の欄の金額を記載すること。 

  (2) 当該法人を分割法人等とする適格分割等が行われた場合において政令第48条の13第18項又は令

和2年旧政令第48条の13第19項の規定の適用があるときの当該法人の当該適格分割等の日の属する

事業年度又は連結事業年度にあっては、第20号の4様式別表4の「当該法人の調整後の控除限度額を

超える外国税額⑩」の欄の金額を記載すること。 

第
二
十
号
の
四
様
式
別
表
二
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ

４
）
（
第
十
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

第二十号の四様式別表二(用紙日本産業規格A4)(第十条・第十条の二関係) 

控除限度額の計算に関する明細書 
事業年度又は

連結事業年度 

・    ・ 

・    ・ 

法
人
名 

  

市 町 村 名 
法 人 税 の

控除限度額 
従 業 者 数 

 
② 

② で 按 分 し た

法 人 税 の

控 除 限 度 額 

④ 

税率 
 
⑤ 

市町村民税の

控除限度額 

④×⑤ 

⑥ 

補正後の従

業者数②×

⑤÷標準税

率 

⑧ 

  

  

人  円     
100 

円 人  

      
   
100     

      
   
100     

      
   
100     

      
   
100     

      
   
100     

      
   
100     

      
   
100     

      
   
100     

      
   
100     

      
   
100     

      
   
100     

      
   
100     

      
   
100     

      
   
100     

      
   
100     

      
   
100     

      
   
100     

      
   
100     

合 計 ①    円 ③ 
    

⑦   

第20号の4様式別表2記載要領 
 1 この明細書は、市町村民税の控除限度額を政令第48条の13第7項ただし書又は地方税法施行令の一部を改正す

る政令(令和2年政令第264号)による改正前の政令第48条の13第8項ただし書の規定により計算する場合に記載
し、第20号の4様式の明細書(都民税に係る場合にあっては第7号の2様式(その2)の明細書)に添付すること。 

 2 法人課税信託の受託者が当該法人課税信託について、第20号の4様式の明細書に添付する場合にあっては、「法
人名」の欄には法人課税信託の名称を併記すること。 

 3 「②で按分した法人税の控除限度額④」の欄は、「法人税の控除限度額①」の欄の金額を従業者数の「合計③」
の欄の総従業者数で除して1人当たりの金額(当該除して得た数値に小数点以下の数値があるときは、当該小数
点以下の数値のうち当該従業者の総数のけた数に1を加えた数に相当する数の位以下の部分の数値を切り捨て
ること。)を算出し、当該1人当たりの金額に「従業者数②」の欄の各市町村ごとの従業者の数を乗じて得た金
額を記載すること。この場合において、当該乗じて得た金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨
てること。 

 4 「補正後の従業者数⑧」の欄は、各市町村ごとの②の欄の従業者数に各市町村ごとの⑤の欄の税率を乗じて得
た数を法第314条の4第1項に規定する標準税率で除して得た従業者数を記載すること。この場合において、当該
除して得た従業者数に1人に満たない端数があるときは、その端数を切り捨てること。 

第
二
十
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四
様
式
別
表
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用
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産
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（
第
十
条
関
係
）

第二十号の四様式別表三(用紙日本産業規格A4)(第十条関係) 

適格合併等に係る合併法人等の調整後の控除余裕額又は

控除限度額を超える外国税額の計算に関する明細書 

事業年度
又は連結
事業年度 

・    ・ 

・    ・ 

法
人
名 

  

被合併法人等の控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額のうち当該法人のものとみなされる金額の計算 

 適格組織再編成の別：適格合併・適格分割・適格現物出資 

 適格組織再編成の日：  ・  ・ 

 被合併法人等の名称： 

被合併法人

等の事業年

度又は連結

事業年度 

区 分 

控除余裕額 控除限度額を超える外国税額 

被合併法人

等の控除余

裕額 

分割法人等

の調整国外

所得金額又

は個別調整

国外所得金

額 

②のうち当

該法人が移

転を受ける

事業に係る

部分の金額 

当 該 法 人 の

控 除 余 裕 額

と み な さ れ

る金額 

 
 

①又は①×
②

③
 

被合併法人

等の控除限

度額を超え

る外国税額 

分割法人等

の外国の法

人税等の額 

⑥のうち当

該法人が移

転を受ける

事業に係る

部分の金額 

当該法人の

控除限度額

を超える外

国税額とみ

なされる金

額 

⑤又は⑤×
⑥

⑦
 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 

・   ・ 

・   ・ 

国 税 円 円 円 円 円 円 円 円 

道府県民税     

市町村民税     

・   ・ 

・   ・ 

国 税                 

道府県民税     

市町村民税     

・   ・ 

・   ・ 

国 税                 

道府県民税     

市町村民税     

・   ・ 

・   ・ 

国 税                 

道府県民税     

市町村民税     

・   ・ 

・   ・ 

国 税                 

道府県民税     

市町村民税     

・   ・ 

・   ・ 

国 税                 

道府県民税     

市町村民税     

当該法人の調整後の控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の計算 

当該法人の

事業年度又

は連結事業

年度 

区 分 

控除余裕額 控除限度額を超える外国税額 

当該法人の控

除余裕額 
 
 
 
(前期の別表1の

「控除余裕額」の

「翌期繰越額」) 

当該法人の控

除余裕額とみ

なされる金額 
 
 

④ 

当該法人の調

整後の控除余

裕額 
 
 

⑨＋⑩ 

当該法人の控

除限度額を超

える外国税額 
 
 

(前期の別表1の

「控除限度額を超

える外国税額」の

「翌期繰越額」) 

当該法人の控

除限度額を超

える外国税額

とみなされる

金額 

⑧ 

当該法人の調

整後の控除限

度額を超える

外国税額 
 

⑫＋⑬ 

⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ 

・   ・ 

・   ・ 

国 税 円 円 円 円 円 円 

道府県民税       

市町村民税       

・   ・ 

・   ・ 

国 税             

道府県民税       

市町村民税       

・   ・ 

・   ・ 

国 税             

道府県民税       

市町村民税       

・   ・ 

・   ・ 

国 税             

道府県民税       

市町村民税       

・   ・ 
・   ・ 

国 税             

道府県民税       

市町村民税       

・   ・ 
・   ・ 

国 税             

道府県民税       

市町村民税       
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第20号の4様式別表3記載要領 

 1 この明細書は、政令第48条の13第9項又は地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第264号)による改正前の政令第48条の13第10項の規定の適用を受ける場合に記載し、第20号の4

様式別表1に併せて提出すること。 

 2 法人課税信託の受託者が当該法人課税信託について、第20号の4様式の明細書に添付する場合にあっては、「法人名」の欄には法人課税信託の名称を併記すること。 

 3 「被合併法人等の控除余裕額①」の欄の記載に当たっては、次によること。 

  (1) 当該法人を合併法人(法人税法第2条第12号に規定する合併法人をいう。以下この記載要領において同じ。)とする適格合併(同条第12号の8に規定する適格合併をいう。以下この記載要

領において同じ。)が行われた場合には、当該適格合併に係る被合併法人(同条第11号に規定する被合併法人をいう。以下この記載要領において同じ。)の当該適格合併の日の前日の属する

事業年度又は連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法第15条の2第1項

に規定する連結事業年度をいう。以下この記載要領において同じ。)の第20号の4様式別表1の「控除余裕額」欄の「翌期繰越額」の欄の金額を記載すること。 

  (2) 当該法人を分割承継法人等(分割承継法人(法人税法第2条第12号の3に規定する分割承継法人をいう。)又は被現物出資法人(同条第12号の5に規定する被現物出資法人をいう。)をいう。

以下この記載要領において同じ。)とする適格分割等(適格分割(同条第12号の11に規定する適格分割をいう。)又は適格現物出資(同条第12号の14に規定する適格現物出資をいう。)をいう。

以下この記載要領において同じ。)が行われた場合には、当該適格分割等に係る分割法人等(分割法人(同条第12号の2に規定する分割法人をいう。)又は現物出資法人(同条第12号の4に規定

する現物出資法人をいう。)をいう。以下この記載要領において同じ。)の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度の第20

号の4様式別表1の「控除余裕額」欄の「翌期繰越額」の欄の金額を記載すること。 

 4 「分割法人等の調整国外所得金額又は個別調整国外所得金額②」の欄は、「被合併法人等の控除余裕額①」の欄の金額に係る事業年度又は連結事業年度の分割法人等の法人税の明細書(別表

6(2))の「調整国外所得金額(16)」の欄の金額、法人税の明細書(別表6の2(2)付表)の「個別調整国外所得金額(11)」の欄の金額又は法人税の明細書(別表6の2)の「調整国外所得金額(10)」の

欄の金額を記載すること。 

 5 「当該法人の控除余裕額とみなされる金額④」の欄は、適格合併が行われた場合には「又は①×③／②」を抹消し、適格分割等が行われた場合には「①又は」を抹消すること。 

 6 「被合併法人等の控除限度額を超える外国税額⑤」の欄の記載に当たっては、次によること。 

  (1) 当該法人を合併法人とする適格合併が行われた場合には、当該適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度の第20号の4様式別表1の「控除

限度額を超える外国税額」欄の「翌期繰越額」の欄の金額を記載すること。 

  (2) 当該法人を分割承継法人等とする適格分割等が行われた場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日の前日の属する

事業年度又は連結事業年度の第20号の4様式別表1の「控除限度額を超える外国税額」欄の「翌期繰越額」の欄の金額を記載すること。 

 7 「分割法人等の外国の法人税等の額⑥」の欄は、「被合併法人等の控除限度額を超える外国税額⑤」の欄の金額に係る事業年度又は連結事業年度の分割法人等の法人税の明細書(別表6(2の2))

の「当期の控除対象外国法人税額(21)」の欄の金額又は法人税法施行規則の一部を改正する省令(令和5年財務省令第34号)による改正前の法人税の明細書(別表6(2の2))の「当期の控除対象外

国法人税額又は個別控除対象外国法人税額(21)」の欄の金額を記載すること。 

 8 「当該法人の控除限度額を超える外国税額とみなされる金額⑧」の欄は、適格合併が行われた場合には「又は⑤×⑦／⑥」を抹消し、適格分割等が行われた場合には「⑤又は」を抹消する

こと。 
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第二十号の四様式別表四(用紙日本産業規格A4)(第十条関係) 

適格分割等に係る分割法人等の調整後の控除余裕額又は

控除限度額を超える外国税額の計算に関する明細書 

事業年度

又は連結

事業年度 

・    ・ 

・    ・ 

法
人
名 

  

 適格分割等の別：適格分割・適格現物出資 

 適格分割等の日：  ・  ・ 

 分割承継法人等の名称： 

当該法人の

事業年度又

は連結事業

年度 

区 分 

控除余裕額 控除限度額を超える外国税額 

 
当該法人

の控除余

裕額 

 
当該法人

の調整国

外所得金

額又は個

別調整国

外所得金

額 

 
②のうち

分割承継

法人等に

移転する

事業に係

る部分の

金額 

 
①のうち

ないもの

とされる

金額 
 
 
 

①×
②

③
 

 
当該法人

の調整後

の控除余

裕額 
 

 
 
①－④ 

 
当該法人

の控除限

度額を超

える外国

税額 

 
当該法人

の外国の

法人税等

の額 

 
⑦のうち

分割承継

法人等に

移転する

事業に係

る部分の

金額 

 
⑥のうち

ないもの

とされる

金額 
 
 
 

⑥×
⑦

⑧
 

 
当該法人

の調整後

の控除限

度額を超

える外国

税額 

 
⑥－⑨ 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

・   ・ 

・   ・ 

国 税 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 

道府県民税       

市町村民税       

・   ・ 

・   ・ 

国 税   

    

    

          道府県民税       

市町村民税       

・   ・ 

・   ・ 

国 税   

    

    

          道府県民税       

市町村民税       

・   ・ 

・   ・ 

国 税   

    

    

          道府県民税       

市町村民税       

・   ・ 

・   ・ 

国 税   

    

    

          道府県民税       

市町村民税       

・   ・ 

・   ・ 

国 税   

    

    

          道府県民税       

市町村民税       

第20号の4様式別表4記載要領 

 1 この明細書は、政令第48条の13第18項又は地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第264号)による改正前の政令第48条の13第19項の規定の適用を受け

る場合に記載し、第20号の4様式別表1に併せて提出すること。 

 2 法人課税信託の受託者が当該法人課税信託について、第20号の4様式の明細書に添付する場合にあっては、「法人名」の欄には法人課税信託の名称を併記すること。 

 3 「当該法人の控除余裕額①」の欄は、当該法人を分割法人等(分割法人(法人税法第2条第12号の2に規定する分割法人をいう。)又は現物出資法人(同条第12号の4

に規定する現物出資法人をいう。)をいう。以下この記載要領において同じ。)とする適格分割等(適格分割(同条第12号の11に規定する適格分割をいう。)又は適格

現物出資(同条第12号の14に規定する適格現物出資をいう。)をいう。以下この記載要領において同じ。)が行われた場合には、当該法人の当該適格分割等の日の属

する事業年度又は連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前

の法人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下この記載要領において同じ。)開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度の第20号の4様式

別表1の「控除余裕額」欄の「翌期繰越額」の欄の金額を記載すること。 

 4 「当該法人の調整国外所得金額又は個別調整国外所得金額②」の欄は、「当該法人の控除余裕額①」の欄の金額に係る事業年度又は連結事業年度の法人税の明細

書(別表6(2))の「調整国外所得金額(16)」の欄の金額、法人税の明細書(別表6の2(2)付表)の「個別調整国外所得金額(11)」の欄の金額又は法人税の明細書(別表6

の2)の「調整国外所得金額(10)」の欄の金額を記載すること。 

 5 「当該法人の控除限度額を超える外国税額⑥」の欄は、当該法人を分割法人等とする適格分割等が行われた場合には、当該法人の当該適格分割等の日の属する事

業年度又は連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度の第20号の4様式別表1の「控除限度額を超える外国税額」欄の「翌期繰越額」の欄の金

額を記載すること。 

 6 「当該法人の外国の法人税等の額⑦」の欄は、「当該法人の控除限度額を超える外国税額⑥」の欄の金額に係る事業年度又は連結事業年度の法人税の明細書(別表

6(2の2))の「当期の控除対象外国法人税額(21)」の欄の金額又は法人税法施行規則の一部を改正する省令(令和5年財務省令第34号)による改正前の法人税の明細書

(別表6(2の2))の「当期の控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額(21)」の欄の金額を記載すること。 
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第二十号の四様式別表五(用紙日本産業規格A4)(第十条関係) 

適格合併等に係る合併法人等の調整後の

控除未済外国税額及び控除未済税額控除

不足額相当額の計算に関する明細書 

事業年度

又は連結

事業年度 

・    ・ 

・    ・ 

法
人
名 

  

被合併法人等の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額のうち当該法人のものとみなされる金額の計算 

 適格組織再編成の別：適格合併・適格分割・適格現物出資 

 適格組織再編成の日：   ・  ・ 

 被合併法人等の名称： 

被合併法人

等の事業年

度又は連結

事業年度 

被合併法人等の控除未済

外国税額及び控除未済税

額控除不足額相当額 

分割法人等の調整国外所

得金額又は個別調整国外

所得金額 

②のうち当該法人が移転

を受ける事業に係る部分

の金額 

当該法人の控除未済外国

税額及び控除未済税額控

除不足額相当額とみなさ

れる金額 

①又は①×
②

③
 

① ② ③ ④ 

・   ・ 

・   ・ 

円 円 円 円 

    

・   ・ 

・   ・ 

  
    

  

    

・   ・ 

・   ・ 

  
    

  

    

・   ・ 

・   ・ 

  
    

  

    

・   ・ 

・   ・ 

  
    

  

    

・   ・ 

・   ・ 

  
    

  

    

当該法人の調整後の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額の計算 

当該法人の

事業年度又

は連結事業

年度 

当該法人の控除未済外国税額及び

控除未済税額控除不足額相当額 

(前期の第20号の4様式の⑱) 

 

当該法人の控除未済外国税額及び

控除未済税額控除不足額相当額と

みなされる金額 

④ 

当該法人の調整後の控除未済外国

税額及び控除未済税額控除不足額

相当額 

⑤＋⑥ 

⑤ ⑥ ⑦ 

・   ・ 

・   ・ 

円 円 円 

      

・   ・ 

・   ・ 

      

      

・   ・ 

・   ・ 

      

      

・   ・ 

・   ・ 

      

      

・   ・ 

・   ・ 

      

      

・   ・ 

・   ・ 

      

      

343



第20号の4様式別表5記載要領 

 1 この明細書は、政令第48条の13第21項又は地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第264号)による改正前の政令(以下この記載要領において「令和2年旧政令」という。)第48条

の13第22項の規定の適用を受ける場合に記載し、第20号の4様式の明細書に添付すること。 

 2 法人課税信託の受託者が当該法人課税信託について、第20号の4様式の明細書に添付する場合にあっては、「法人名」の欄には法人課税信託の名称を併記すること。 

 3 「被合併法人等の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額①」及び「当該法人の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額とみなされる金額④」から「当該法人の

調整後の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額⑦」までの各欄は、各事業年度又は各連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附

則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下この記載要領において同じ。)の欄の上段は政令第48条の13第20項又

は令和2年旧政令第48条の13第21項に規定する控除未済外国法人税等額について記載し、下段は政令第48条の13の2第1項の規定による読替え後の政令第48条の13第20項に規定する控除未済税

額控除不足額相当額について記載すること。 

 4 「被合併法人等の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額①」の欄の記載に当たっては、次によること。 

  (1) 当該法人を合併法人(法人税法第2条第12号に規定する合併法人をいう。)とする適格合併(同条第12号の8に規定する適格合併をいう。以下この記載要領において同じ。)が行われた場合

には、当該適格合併に係る被合併法人(同条第11号に規定する被合併法人をいう。)の当該適格合併の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度の第20号の4様式の「翌期繰越額⑱」の欄

の金額を記載すること。 

  (2) 当該法人を分割承継法人(法人税法第2条第12号の3に規定する分割承継法人をいう。)又は被現物出資法人(同条第12号の5に規定する被現物出資法人をいう。)とする適格分割等(適格分

割(同条第12号の11に規定する適格分割をいう。)又は適格現物出資(同条第12号の14に規定する適格現物出資をいう。)をいう。以下この記載要領において同じ。)が行われた場合には、当

該適格分割等に係る分割法人等(分割法人(同条第12号の2に規定する分割法人をいう。)又は現物出資法人(同条第12号の4に規定する現物出資法人をいう。)をいう。以下この記載要領にお

いて同じ。)の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度の第20号の4様式の「翌期繰越額⑱」の欄の金額を記載すること。 

 5 「分割法人等の調整国外所得金額又は個別調整国外所得金額②」の欄は、「被合併法人等の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額①」の欄の金額に係る事業年度又は連結事

業年度の分割法人等の法人税の明細書(別表6(2))の「調整国外所得金額(16)」の欄の金額、法人税の明細書(別表6の2(2)付表)の「個別調整国外所得金額(11)」の欄の金額又は法人税の明細

書(別表6の2)の「調整国外所得金額(10)」の欄の金額を記載すること。 

 6 「当該法人の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額とみなされる金額④」の欄は、適格合併が行われた場合には「又は①×③／②」を抹消し、適格分割等が行われた場合に

は「①又は」を抹消すること。 
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第二十号の四様式別表六(用紙日本産業規格A4)(第十条関係) 

 

適格分割等に係る分割法人等の調整後の控除未済

外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額の

計算に関する明細書 

事業年度

又は連結

事業年度 

・   ・ 

・   ・ 

法
人
名 

  

 適格分割等の別：適格分割・適格現物出資 

 適格分割等の日：   ・  ・ 

 分割承継法人等の名称： 

当該法人の

事業年度又

は連結事業

年度 

 

当該法人の控除未済

外国税額及び控除未

済税額控除不足額相

当額 

 

当該法人の調整国外

所得金額又は個別調

整国外所得金額 

 

②のうち分割承継法

人等に移転する事業

に係る部分の金額 

 

①のうちないものと

される金額 

 

 

①×
②

③
 

 

当該法人の調整後の

控除未済外国税額及

び控除未済税額控除

不足額相当額 

 

①－④ 

① ② ③ ④ ⑤ 

・   ・ 
 

・   ・ 

円 円 円 円 円 

      

・   ・ 
 

・   ・ 

  

    

    

      

・   ・ 
 

・   ・ 

  

    

    

      

・   ・ 
 

・   ・ 

  

    

    

      

・   ・ 
 

・   ・ 

  

    

    

      

・   ・ 
 

・   ・ 

  

    

    

      

 

第20号の4様式別表6記載要領 

 1 この明細書は、政令第48条の13第28項又は地方税法施行令の一部を改正する政令(令

和2年政令第264号)による改正前の政令(以下この記載要領において「令和2年旧政令」

という。)第48条の13第29項の規定の適用を受ける場合に記載し、第20号の4様式の明細

書に添付すること。 

 2 法人課税信託の受託者が当該法人課税信託について、第20号の4様式の明細書に添付

する場合にあっては、「法人名」の欄には法人課税信託の名称を併記すること。 

 3 「当該法人の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額①」、「①のうちな

いものとされる金額④」及び「当該法人の調整後の控除未済外国税額及び控除未済税額

控除不足額相当額⑤」の各欄は、各事業年度又は各連結事業年度(所得税法等の一部を

改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1条第5号ロに掲げる改正規

定に限る。)による改正前の法人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。

以下この記載要領において同じ。)の欄の上段は政令第48条の13第20項又は令和2年旧政

令第48条の13第21項に規定する控除未済外国法人税等額について記載し、下段は政令第

48条の13の2第1項の規定による読替え後の政令第48条の13第20項に規定する控除未済

税額控除不足額相当額について記載すること。 

 4 「当該法人の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額①」の欄は、当該

法人を分割法人(法人税法第2条第12号の2に規定する分割法人をいう。)又は現物出資法

人(同条第12号の4に規定する現物出資法人をいう。)とする適格分割等(適格分割(同条

第12号の11に規定する適格分割をいう。)又は適格現物出資(同条第12号の14に規定する

適格現物出資をいう。)をいう。以下この記載要領において同じ。)が行われた場合には、

当該法人の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日の前日の

属する事業年度又は連結事業年度の第20号の4様式の「翌期繰越額⑱」の欄の金額を記

載すること。 

 5 「当該法人の調整国外所得金額又は個別調整国外所得金額②」の欄は、「当該法人の

控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額①」の欄の金額に係る事業年度又

は連結事業年度の法人税の明細書(別表6(2))の「調整国外所得金額(16)」の欄の金額、

法人税の明細書(別表6の2(2)付表)の「個別調整国外所得金額(11)」の欄の金額又は法

人税の明細書(別表6の2)の「調整国外所得金額(10)」の欄の金額を記載すること。 

第
二
十
号
の
四
様
式
別
表
七
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ

４
）
（
第
十
条
関
係
）

第二十号の四様式別表七(用紙日本産業規格A4)(第十条関係) 

税額控除不足額相当額及び税額控除超過額相当額の計算に関する明細書 
事業

年度 

・   ・ 

・   ・ 

法

人

名 

  

過去適用事業年度 

過去当初申告税

額控除額 

(過去適用事業

年度の第20号の

4様式の⑪) 

税額控除額 

(過去適用事業

年度の第20号の

4様式の⑩) 

 

②につき法第321

条の8第43項に

より対象前各事

業年度の法人税

割額に加算した

金額 

②につき法第321

条の8第42項によ

り対象前各事業

年度の法人税割

額から控除した

金額 

調整後過去税額

控除額 

②＋③－④ 

⑤＞①の場合 ①＞⑤の場合 

税額控除不足額

相当額 

(⑤－①)又は当

初申告税額控除

不足額相当額 

税額控除超過額

相当額 

(①－⑤)又は当

初申告税額控除

超過額相当額 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

・  ・ 

・  ・ 

円 円 円 円 円 円 円 

・  ・ 

・  ・ 
              

・  ・ 

・  ・ 
              

・  ・ 

・  ・ 
              

・  ・ 

・  ・ 
              

・  ・ 

・  ・ 
              

計           

⑧ ⑨ 

各市町村ごとに加算する税額控除超過額相当額の明細 

  

政令第48条の13第7項ただし書の規定の適用の有無 有 ・ 無 

事 務 所 又 は 事 業 所 

従業者数又は補

正後の従業者数 

各市町村ごとに

加算する税額控

除超過額相当額 

名 称 所 在 地 

⑩ 

    
人 円 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

合 計     
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第20号の4様式別表7記載要領 

 1 この明細書は、通算法人(法人税法第2条第12号の7の2に規定する通算法人をいい、通

算法人であった法人を含む。以下この記載要領において同じ。)が法第321条の8第42項

又は第43項(これらの規定を同条第47項及び第48項において準用する場合を含む。)の規

定の適用を受ける場合に記載し、第20号様式の申告書、第20号の4様式の明細書又は第

10号の4様式の更正請求書に添付すること。 

 2 「税額控除不足額相当額(⑤－①)又は当初申告税額控除不足額相当額⑥」の欄の記載

に当たっては、次によること。 

  (1) 通算法人の対象事業年度(法第321条の8第42項に規定する対象事業年度をいう。

以下この記載要領において同じ。)について同条第44項の規定の適用を受ける場合

((2)に規定する既に修正申告等があった場合を除く。)には、「(⑤－①)又は」を抹

消すること。 

  (2) 既に通算法人の対象事業年度について法第321条の8第45項の規定を適用して同

条第34項に規定する申告書の提出又は法第321条の11第1項若しくは第3項の規定によ

る更正がされていた場合において、当該対象事業年度につき法第321条の8第44項の規

定の適用を受けるとき(以下この記載要領において「既に修正申告等があった場合」

という。)は、当該申告書又は当該更正のうち、最も新しいもの(以下この記載要領に

おいて「直近修正申告書等」という。)に基づき「税額控除不足額相当額(⑤－①)又

は当初申告税額控除不足額相当額⑥」の欄の金額として計算される金額を記載するこ

と。 

  (3) (1)に規定する場合及び既に修正申告等があった場合以外の場合には、「又は当

初申告税額控除不足額相当額」を抹消すること。 

 3 「税額控除超過額相当額(①－⑤)又は当初申告税額控除超過額相当額⑦」の欄の記載

に当たっては、次によること。 

  (1) 通算法人の対象事業年度について法第321条の8第44項の規定の適用を受ける場

合(既に修正申告等があった場合を除く。)には、「(①－⑤)又は」を抹消すること。 

  (2) 既に修正申告等があった場合には、直近修正申告書等に基づき「税額控除超過額

相当額(①－⑤)又は当初申告税額控除超過額相当額⑦」の欄の金額として計算される

金額を記載すること。 

  (3) (1)に規定する場合及び既に修正申告等があった場合以外の場合には、「又は当

初申告税額控除超過額相当額」を抹消すること。 

 4 過去適用事業年度(法第321条の8第42項に規定する過去適用事業年度をいう。以下こ

の記載要領において同じ。)の同項に規定する過去当初申告税額控除額の控除に関する

事項を記載した第20号の4様式及び同様式別表1から別表6までの明細書並びに過去適用

事業年度の税額控除額(同条第39項に規定する税額控除額をいう。)の控除に関する事項

を記載した同様式及び同様式別表1から別表6までの明細書を添付すること。 

第
二
十
号
の
五
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
附

則
第
二
条
の
六
関
係
）

第二十号の五様式(用紙日本産業規格A4)(附則第二条の六関係) 

特定寄附金を支出した場合の税額

控除の計算に関する明細書 

事業年度又は

連結事業年度 

・    ・ 

・    ・ 
法人名   

 

 

1．特定寄附金に関する明細 

 

支
出
し
た
特
定
寄
附
金 

 
 

① 

寄附した年月日 寄附先 
まち・ひと・しごと創生寄附

活用事業の事業名 
特定寄附金の額 

      
円 

        

        

        

        

   計 ②   

 

 

2．特定寄附金額の按分の計算 

  
従業者の数 

(単位＝ 人 ) (イ) 

   按分後の
特定寄附金の額 (ロ) 

本市町村分               ③   
円 

合計                  ④     

 

 

3．特定寄附金税額控除額の計算 

特定寄附金の額 
②又は③の(ロ) 

⑤ 
円 

控除額 
⑤×34.3／100 

⑥   

控除対象法人税割額 
第20号様式⑤－第20号の2様式①又は第20号様式⑥－第20号の2様式② 

⑦   

税額控除上限額 
⑦×20／100 

⑧   

控除額 
⑥と⑧のうち少ない額 

⑨   

 

第20号の5様式記載要領 

 1 この明細書は、法附則第8条の2の2第4項又は地方税法等の一部を改正する法律(令和2

年法律第5号)附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の法(以下この記載要領におい

て「令和2年旧法」という。)附則第8条の2の2第7項若しくは第9項の規定により法人税

割額から控除しようとする場合に記載し、事務所又は事業所所在地の市町村長に、第

20号様式の申告書又は第10号の4様式の更正請求書に添付して提出すること。 

  また、上記の規定の適用を受ける法人にあっては、寄附金を受けた法附則第8条の2

の2第1項又は令和2年旧法附則第8条の2の2第1項に規定する認定地方公共団体が当該寄

附金の受領について地域再生法施行規則第14条第1項の規定により交付する書類の写し

も併せて添付すること。 

 2 「2．特定寄附金額の按分の計算」の各欄は、2以上の市町村に事務所又は事業所を有

する法人が記載すること。 

 3 「2．特定寄附金額の按分の計算」中の「従業者の数」の欄に記載すべき事項につい

ては、第22号の2様式に記載すべき内容に一致するものであるから、同様式に記載した

ところに準じて記載すること。 

 4 「按分後の特定寄附金の額(ロ)」の欄は、「計②」の欄の金額を「従業者の数(イ)」

の「合計④」の欄の数値で除して1人当たりの特定寄附金の額を算出し、当該1人当たり

の特定寄附金の額に「従業者の数(イ)」の「本市町村分③」の欄の数値を乗じて得た額

を記載すること。なお、1人当たりの特定寄附金の額を算出する場合において、当該除

して得た数値に小数点以下の数値があるときは、当該小数点以下の数値のうち当該従業

者の総数のけた数に1を加えた数に相当する数の位以下の部分の数値を切り捨てること。 

第
二
十
一
号
様
式
及
び
第
二
十
二
号
様
式
　
削
除

第
二
十
二
号
の
二
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）

（
第
十
条
関
係
）

第二十二号の二様式(用紙日本産業規格A4)(第十条関係) 

法人名   課税標準の分割に関する明細書(その1) 
事業年度又は

連結事業年度 

・    ・ 

・    ・ 

法人税法の規定によって計算した法人税額 ① 
(                 )     円 

試験研究費の額等に係る法人税額の

特別控除額 
②   

還 付 法 人 税 額 等 の 控 除 額 ③   

退職年金等積立金に係る法人税額 ④   

差 引 計 

①＋②－③＋④ 
⑤   

事 務 所 又 は 事 業 所 分割基準及び分割課税標準額 

名 称 所 在 地 従業者数 
 分割課税

標 準 額 

    人 円 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

合 計     
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第二十二号の二様式(その2)(用紙日本産業規格A4)(第十条関係) 

法人名   課税標準の分割に関する明細書(その2) 
事業年度又は

連結事業年度 

・    ・ 

・    ・ 

事 務 所 又 は 事 業 所 分割基準及び分割課税標準額 

名 称 所 在 地 従業者数 
 分割課税

標 準 額 

    人 円 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

合 計     

第22号の2様式記載要領 

 1 この明細書は、2以上の市町村に事務所又は事業所を有する法人が主たる事務所又は

事業所所在地の市町村長に第20号様式又は第20号の2様式の申告書を提出する場合に、

その申告書に添付して1通を提出すること。 

 2 法人課税信託の受託者が当該法人課税信託について、第20号様式又は第20号の2様式

の申告書に添付する場合にあっては、「法人名」の欄には法人課税信託の名称を併記す

ること。 

 3 通算法人(法人税法第2条第12号の7の2に規定する通算法人をいう。以下この記載要領

において同じ。)及び通算法人であった法人(法第321条の8第3項(地方税法等の一部を改

正する法律(令和2年法律第5号。以下この記載要領において「令和2年改正法」という。)

附則第13条第4項又は第5項において準用する場合を含む。)、第8項、第13項、第19項又

は第26項(令和2年改正法附則第13条第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用

を受けようとする通算法人であった法人に限る。)が第20号様式の申告書に添付する場

合にあっては、「法人税法の規定によって計算した法人税額①」から「退職年金等積立

金に係る法人税額④」までの各欄は記載しないこととし、「差引計⑤」の欄に第20号様

式別表1の「課税標準となる法人税額⑭」の欄の金額を記載すること。 

 4 連結法人(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附

則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法第2条第12号の7の2

に規定する連結法人をいう。以下この記載要領において同じ。)及び連結法人であった

法人(令和2年改正法附則第13条第4項若しくは第5項において準用する法第321条の8第3

項若しくは令和2年改正法附則第13条第6項において準用する法第321条の8第26項又は

令和2年改正法附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の法第321条の8第5項、第9項

若しくは第15項の規定の適用を受けようとする連結法人であった法人に限り、通算法人

及び通算法人であった法人を除く。)が第20号様式の申告書に添付する場合にあっては、

「法人税法の規定によって計算した法人税額①」から「退職年金等積立金に係る法人税

額④」までの各欄は記載しないこととし、「差引計⑤」の欄に第20号様式別表1の3の「課

税標準となる個別帰属法人税額又は法人税額⑦」の欄の金額を記載すること。 

 5 市町村内に恒久的施設を有する外国法人が第20号様式の申告書に添付する場合に

あっては、「法人税法の規定によって計算した法人税額①」から「退職年金等積立金に

係る法人税額④」までの各欄は記載しないこととし、「差引計⑤」の欄に第20号様式別

表1の2の「課税標準となる法人税額④」の欄の金額を記載すること。 

 6 「分割課税標準額」の欄に記載すべき金額に1,000円未満の端数があるとき、又はそ

の全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てること。 

 7 「分割課税標準額」の欄は、「差引計⑤」の欄の金額を「従業者数」の欄の合計の数

値で除して1人当たりの分割課税標準額を算出し、当該1人当たりの分割課税標準額に

「従業者数」の欄の市町村ごとの小計の数値を乗じて得た額を記載すること。なお、従

業者1人当たりの分割課税標準額を算出する場合において、当該除して得た数値に小数

点以下の数値があるときは、当該小数点以下の数値のうち当該従業者の総数のけた数に

1を加えた数に相当する数の位以下の部分の数値を切り捨てること。 

第
二
十
二
号
の
二
の
二
様
式
（
第
十
条
の
二
の
九
・
地
方

税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
二
年
総

務
省
令
第
九
十
四
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
施
行

規
則
第
十
条
の
二
の
十
関
係
）

第二十二号の二の二様式(第十条の二の九・地方税法施行規則の一部を改正する省令(令和二年総務省令第九十四号)による改正前の地方税法施行規則第十条の二の十関係) 
徴収猶予の申請書 

  

 

受付印 

  

※
処
理
事
項 

発 信 年 月 日 
整 理 番 号 事務所 

区
分 

管 理 番 号 申請区分 
通信日付印 確認 

              

                                              

  
年    月    日 

殿 
相互協議申立て年月日 年    月    日 

法 人 番 号 

        

                        
所 在 地 

 

本県が支店等

の場合は本店

所在地と併記 (電話                  ) 

相手国等に相互協議申立てを行っている場合 □ 

(ふりがな)   

法 人 名   

 
地 方 税 法 

令和2年旧地方税法 
第321条の11の2第1項 
第321条の11の3第1項 

の規定により、下記のとおり徴収猶予を申請します。 
 

納

付

す

べ

き

金

額 

事業年度又は

連結事業年度 
納 期 限 

市 町 村 民 税 

法 人 税 割 額 延 滞 金 額 

    円 法律による金額 円 

    円 法律による金額 円 

    円 法律による金額 円 

    円 法律による金額 円 

    円 法律による金額 円 

    円 法律による金額 円 

    円 法律による金額 円 

上
記
の
う
ち
猶
予
を
受
け
よ
う
と
す
る
金
額 

事業年度又は

連結事業年度 
納 期 限 

市 町 村 民 税 

法 人 税 割 額 延 滞 金 額 

    円 法律による金額 円 

    円 法律による金額 円 

    円 法律による金額 円 

    円 法律による金額 円 

    円 法律による金額 円 

    円 法律による金額 円 

    円 法律による金額 円 

担 保   
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第22号の2の2様式記載要領 

 1 この申請書は、法第321条の11の2第1項又は地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の法第321条の11の2

第1項若しくは第321条の11の3第1項の規定に基づき徴収の猶予を申請する場合に使用すること。 

 2 ＊印の欄は記載しないこと。 

 3 「法人番号」欄には、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号をいう。)を記載する

こと。 

第
二
十
二
号
の
三
様
式
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規

格
Ａ
４
・
紫
色
）
（
第
十
条
関
係
）

第二十二号の三様式(提出用)(用紙日本産業規格A4・紫色)(第十条関係) 

  ※
処
理
事
項 

発 信 年 月 日 
整 理 番 号 事務所 区

分 

管 理 番 号 申告区分 
通信日付印 確認 

  

受付印 

 

  
              

  

     令和  年  月  日 

 

殿 

法 人 番 号 申告年月日 

        年 月 日 

る

事

務

所

又

は

事

業

所 

市

町

村

内

に

あ

る

主

た 

所 在 地 

(電話                       ) 

(ふりがな) 

 

名 称 

  

  

(ふりがな) 

 代 表 者 又

は 管 理 人

の 氏 名 

  

  

本

店

又

は

本

社 

所 在 地 

(電話                 )  

事 業 種 目 

  

(ふりがな) 

 

名 称 

  

資 本 金

等 の 額 

兆 十億 百万 千 円 

  

 

 令和  年度 市町村民税の均等割申告書 
※       

 

市町村内に

ある主たる

事務所又は

事業所以外

の事務所又

は事業所 

所 在 地 

      

(ふりがな) 

 

名 称 

      

      

  前年4月1日から3月3 1日までの

間に市町村に事務所又は事業所を

有していた期間 

  

同左の月数 ① 月 

令和 
  

年 
  

月 
  

日から 

  

令和 
  

年 
  

月 
  

日まで 

  

  この申告によって納付すべき市町

村民税の均等割額 
円×

12

①
  ② 

十億 百万 千 円 

 

 

0 0 

指 定 都 市 に 申 告 す る

場 合 の ② の 計 算 

区 名 区内の主たる事務所等所在地 

区
コ
ー
ド 

※ 

月
数 

  均 等 割 額 

              円 

0 0 

              

0 0 

              

0 0 

              

0 0 

              

0 0 

              

0 0 

              

0 0 

              

0 0 

              

0 0 
 

  
関与税理士

署 名 
(電話                  ) 

 

第二十二号の三様式(入力用)(用紙日本産業規格A4・紫色)(第十条関係) 

 

1 
整 理 番 号 事務所 

区
分 

管 理 番 号 申告区分  
23 

    
A 

    

  
法 人 番 号 申告年月日  

42 
        年 月 日 

 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  11 

  
B 

  

  

43 

            

  資 本 金

等 の 額 

 
55 

予備   

          68 

 

 

 

 

 

 

  11 

  
B 

  

01 月 

  

43           48 

  

  

49           54 

  

  

02 

      

0 0 

  11   
 

B 
    

50 
    

51 
    

0 0    

52 
    

53 
    

0 0  

54 
    

55 
    

0 0  

56 
    

57 
    

0 0  

58 
    

59 
    

0 0  

60 
    

61 
    

0 0  

62 
    

63 
    

0 0  

64 
    

65 
    

0 0  

66 
    

67 
    

0 0  

 

第22号の3様式記載要領 

 1 この申告書は、市町村内に事務所又は事業所を有する法人税法第2条第5号の公共法人及び法第2

94条第7項に規定する公益法人等で均等割のみ課されるものが市町村民税の均等割を申告する場

合に使用すること。 

 2 この申告書は、4月30日までに事務所又は事業所所在地の市町村長に1通を提出すること。 

 3 ※印の欄は記載しないこと。 

 4 「法人番号」欄には、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律第2条第15項に規定する法人番号をいう。)を記載すること。 

 5 金額の単位区分(けた)のある欄の記載に際しては、単位区分に従って正確に金額を記載すること。 
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第
二
十
二
号
の
四
様
式
（
用
紙
縦
百
七
十
八
ミ
リ
メ
ー
ト

ル
横
八
十
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
（
第
十
条
関
係
）

第二十二号の四様式(用紙縦百七十八ミリメートル横八十五ミリメートル)(第十条関係) 

市町村コード   (

第
三
片) 

市町村コード   (

第
二
片) 

市町村コード   (

第
一
片) 

            

  都道

府県 
    都道

府県 
    都道

府県 
   

  市
町
村 

法人市町村民税領収済通知書 公 
  市

町
村 

法人市町村民税納付書 公 
  市

町
村 

法人市町村民税領収証書公 

口 座 番 号 加 入 者 口 座 番 号 加 入 者 口 座 番 号 加 入 者 

            

所在地及び法人名(法人課税信託に係る受託法人の各事業年度の法人税額を課

税標準とする市町村民税の法人税割については、法人課税信託の名称を併記) 

所在地及び法人名(法人課税信託に係る受託法人の各事業年度の法人税額を課

税標準とする市町村民税の法人税割については、法人課税信託の名称を併記) 

所在地及び法人名(法人課税信託に係る受託法人の各事業年度の法人税額を課

税標準とする市町村民税の法人税割については、法人課税信託の名称を併記) 

年 度 ※ 処 理 事 項 管 理 番 号 年 度 ※ 処 理 事 項 管 理 番 号 年 度 ※ 処 理 事 項 管 理 番 号 

                  

事業年度又は連結事業年度 申 告 区 分 事業年度又は連結事業年度 申 告 区 分 事業年度又は連結事業年度 申 告 区 分 

  ． ． 

か

ら ． ． 

ま

で 

そ
の
他 

 決
定 

更
正 

修
正 

確
定 

予
定 

中
間 

(   ) 
  ． ． 

か

ら ． ． 

ま

で 

そ
の
他 

 決
定 

更
正 

修
正 

確
定 

予
定 

中
間 

(   ) 
  ． ． 

か

ら ． ． 

ま

で 

そ
の
他 

 決
定 

更
正 

修
正 

確
定 

予
定 

中
間 

(   ) 

法 人 税 割 額 0 1 

百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

法 人 税 割 額 0 1 

百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

法 人 税 割 額 0 1 

百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

均 等 割 額 0 2                       均 等 割 額 0 2                       均 等 割 額 0 2                       

延 滞 金 0 3                       延 滞 金 0 3                       延 滞 金 0 3                       

督 促 手 数 料 0 4                       督 促 手 数 料 0 4                       督 促 手 数 料 0 4                       

合 計 額 0 5                         合 計 額 0 5                         合 計 額 0 5                         

納期限 年  月  日 領

収

日

付

印 

    納期限 年  月  日 領

収

日

付

印 
    納期限 年  月  日 領

収

日

付

印 

    

指 定 金 融

機 関 名 

(取りまとめ店) 

  
日 計 

口 

上記のとおり領収しました。(納税者保管) 

 

◎この納付書は、3 枚 1 組の複写式とな

っていますので、切り離さずに提出し

てください。 

円 

取りまとめ局   

上記のとおり納付します。 
金 融 機 関

又は郵便局保管 上記のとおり通知します。(市町村保管) 

備 考 1．各片は、1辺をのり付けその他の方法により接続するものとすること。 

    2．各片に共通する事項(あらかじめ印刷されている事項を除く。)は、複写により記入するものとすること。 

第
二
十
二
号
の
四
の
二
様
式
（
用
紙
縦
百
七
十
八
ミ
リ
メ

ー
ト
ル
横
八
十
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
（
第
三
十
八
条
関
係
）

第二十二号の四の二様式(用紙縦百七十八ミリメートル横八十五ミリメートル)(第三十八条関係) 

市町村コード   (

第
三
片) 

市町村コード   (

第
二
片) 

市町村コード   (

第
一
片) 

            

  都道

府県 
    都道

府県 
    都道

府県 
  

  市
町
村 

  法人市町村民税領収済通知書 公 eL 
  市

町
村 

    法人市町村民税納付書 公 
  市

町
村 

    法人市町村民税領収証書 公 

口 座 番 号 加 入 者 口 座 番 号 加 入 者 口 座 番 号 加 入 者 

            

所在地及び法人名(法人課税信託に係る受託法人の各事業年度の法人税額を課

税標準とする市町村民税の法人税割については、法人課税信託の名称を併記) 

所在地及び法人名(法人課税信託に係る受託法人の各事業年度の法人税額を課

税標準とする市町村民税の法人税割については、法人課税信託の名称を併記) 

所在地及び法人名(法人課税信託に係る受託法人の各事業年度の法人税額を課

税標準とする市町村民税の法人税割については、法人課税信託の名称を併記) 

  
第三片の当該箇
所に eL-QR が印
字されているた
め、この箇所は
使用しないこと。 

    
第三片の当該箇
所に eL-QR が印
字されているた
め、この箇所は
使用しないこと。 

  

eL 番号：                         eL-QR eL 番号: eL 番号: 

年 度 ※ 処 理 事 項 管 理 番 号 年 度 ※ 処 理 事 項 管 理 番 号 年 度 ※ 処 理 事 項 管 理 番 号 

                  

事業年度又は連結事業年度 申 告 区 分 事業年度又は連結事業年度 申 告 区 分 事業年度又は連結事業年度 申 告 区 分 

  ・ ・ 

か

ら ・ ・ 

ま

で 

そ
の
他 

 決
定 

更
正 

修
正 

確
定 

予
定 

中
間 

 
  ・ ・ 

か

ら ・ ・ 

ま

で 

そ
の
他 

 決
定 

更
正 

修
正 

確
定 

予
定 

中
間 

 
  ． ． 

か

ら ． ． 

ま

で 

そ
の
他 

 決
定 

更
正 

修
正 

確
定 

予
定 

中
間 

 

法 人 税 割 額 0 1 

百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

法 人 税 割 額 0 1 

百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

法 人 税 割 額 0 1 

百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

均 等 割 額 0 2 
                      

均 等 割 額 0 2 
                      

均 等 割 額 0 2 
                      

延 滞 金 0 3 
                      

延 滞 金 0 3 
                      

延 滞 金 0 3 
                      

督 促 手 数 料 0 4 
                      

督 促 手 数 料 0 4 
                      

督 促 手 数 料 0 4 
                      

合 計 額 0 5 
                        

合 計 額 0 5 
                        

合 計 額 0 5 
                        

納期限 年  月  日 

領

収

日

付

印 

    納期限 年  月  日 

領

収

日

付

印 

    納期限 年  月  日 

領

収

日

付

印 

    

指 定 金 融

機 関 名 

(取りまとめ店) 

  

日 計 
口 

上記のとおり領収しました。(納税者保管) 

 

◎この納付書は、3 枚 1 組の複写式となっ

ていますので、切り離さずに提出して

ください。 

円 
取りまとめ局   

上記のとおり納付します。 
 金融機関
又は郵便局保管 上記のとおり通知します。(市町村保管) 

 備考  1． 各片は、1 辺をのり付けその他の方法により接続するものとすること。 

     2． 各辺に共通する事項(あらかじめ印刷されている事項を除く。)は、複写により記入するものとすること。 

     3． eL-QR は、第三片に記載されている「eL-QR」の上部に印字すること。 

 

第
二
十
三
号
様
式
（
第
十
四
条
関
係
）

第二十三号様式(第十四条関係) 

法第349条の4第6項の規定による通知書 

納
税
義
務
者 

住所   

摘 要 
氏名又は名称   

個人番号又は

法 人 番 号 
                          

償

却

資

産

の

価

額 

法第410条第1項の規定によつて

決定した価額 

円  

本市町村の人口 

 

人 法第417条第1項の規定によつて 

  決定した 

修正した 
価額 

法第389条第1項の規定によつて

配分を受けた価額 
  

法第417条第2項の規定によつて

配分を受けた価額 
  

合 計 

(イ) 
  

法第349条の4又は第349条の5の規定により市町村にお

いて課税標準額とすることとなる金額     (ロ) 
  

(イ)－(ロ) 

(道府県において課税標準額とすることとなる金額)(ハ) 
  

 令和  年度分の償却資産の価額について、法第349条の4第6項の規定に基づき、上記の

通り通知する。 

 

   令和  年  月  日 

 

          殿        市町村長    氏 名 印    

 

 

 

 

第23号様式記載心得 
1 「個人番号又は法人番号」欄には、納税義務者の個人番号(行政手続における特定の個
人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。以
下同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。)を記載すること。なお、
個人番号を記載する場合には、左側を1文字空けて記載すること。 
2 「償却資産の価額」の欄は、不要な事項は削除して差し支えないこと。ここにいう価額
とは、法第349条の3、法附則第15条、法附則第15条の2又は法附則第15条の3の規定の適用
を受ける償却資産にあつては、その償却資産の価格にそれぞれこれらの規定に定める率を
乗じて得た額をいうものであること。 
3 「摘要」の欄には、当該市町村の人口のほか、その他必要な事項を記載するものとする
こと。 
4 納税義務者あてのものにあつては、「納税義務者」の「住所」、「氏名又は名称」及び
「個人番号又は法人番号」の各欄は記載を要しないこと。 

第
二
十
四
号
様
式
（
第
十
四
条
関
係
）

第二十四号様式(第十四条関係) 

土地課税台帳及び土地補充課税台帳 

土地の所在   地 番   等 級   

地

目 

地 積 
年

度 

価 格 
 課 税

標準額 

価格

登録

年月

日 

内歩 沿

革 

登 記

年月日 
所有者、質権者、地上権者 現に所有している者、所有者とみなされる者 敷地権の表示のされた

家屋の所在及び建物の

名称 

摘 要 

名称 事 由 住 所 
氏名又

は名称 

    個人番号又

は法人番号 
住 所 

氏名又

は名称 

    個人番号又

は法人番号 

登 録

年月日 

        円 円                                                                           

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

第24号様式記載要領 
 1 登録した価格を修正する場合においては朱書をもつてし、その旨「摘要」の欄に記載すること。 
 2 「現に所有している者、所有者とみなされる者」の欄には、法第343条第2項後段、第4項、第5項、第6項及び第8項の規定によつて固定資産税を課されることとなる者を登録すること。 
 3 「個人番号又は法人番号」欄には、所有者、質権者、地上権者、現に所有している者又は所有者とみなされる者の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号

をいう。以下同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。)を記載すること。なお、個人番号を記載する場合には、左側を1文字空けて記載すること。 
 4 敷地権の表示に係る権利が所有権又は百年より長い存続期間の定めのある地上権である土地にあつては、敷地権の表示のされた区分所有に係る家屋の所在及びその一棟の建物の名称を「敷地権の表示のされた家屋の所在及び建物の

名称」の欄に記載するとともに、「摘要」の欄には敷地権の種類を記載すること。 
 5 土地課税台帳及び土地補充課税台帳は、地番順に作成し、大体200葉をもつて1冊とし、下記の様式の表紙を付けること。 
 

郡       町 

市       村 
大字 

 土 地 課 税 台 帳 

 (土地補充課税台帳) 

何 市 区 役 所      

何 町 村 役 場      

 6 共有に係る土地にあつては、下記の様式の共有者氏名表を添付すること。なお、所有権又は百年より長い存続期間の定めのある地上権の共有持分が専有部分の敷地権として表示されている土地にあつては、「家屋番号」の欄に共有
持分に対応する専有部分の家屋番号を記載すること。 

共 有 者 氏 名 表 

土地の所在   地 番   

 登 記

年月日  共有

持分 
年度 価格 

課 税

標準額 
住 所 

氏名又

は名称 

    個人番号又

は法人番号 
家屋番号 

 登 記

年月日 共有

持分 
年度 価格 

 課 税

標準額 
住 所 

氏名又

は名称 

    個人番号又

は法人番号 

 家屋

番号 
事由 事由 

      
円 円 

                                      
円 円 

                                

                                                                                    

 7 土地課税台帳は、従来の土地台帳の副本を適宜使用して差し支えないものであること。 
 8 法第349条の3、第349条の3の2、附則第15条、第15条の2又は第15条の3の規定の適用を受ける土地にあつては、その旨(法第349条の3の3の規定により住宅用地とみなされて法第349条の3の2の規定の適用を受ける土地にあつては、そ

の旨)「摘要」の欄に記載するとともに、「価格」の欄には、価格及び価格にこれらの規定に定める率を乗じて得た額を登録すること。 
 9 「課税標準額」の欄には、法第349条の3、第349条の3の2、附則第15条、第15条の2又は第15条の3の規定の適用を受ける土地にあつては価格にこれらの規定に定める率を乗じて得た額を、これらの規定の適用を受けない土地にあつ

ては価格を、それぞれ登録すること。ただし、法附則第18条、第19条第1項又は第19条の4の規定の適用を受ける土地については、これらの額に代えて、法附則第28条第1項各号に定める額若しくは同条第2項各号に定める合算額又は比
準課税標準額(比準課税標準額が二以上にある場合には、これらの合算額)をその区分を明らかにして登録すること。 

 10 法附則第19条の3の規定の適用を受ける市街化区域農地(法附則第19条の4の規定の適用を受ける市街化区域農地を除く。)については、新たに法附則第19条の3の規定が適用されることとなる年度及び基準年度において当該市街化区
域農地に係る法附則第19条の3第1項に規定する課税標準となるべき額を「摘要」の欄に登録すること。 

 11 法附則第17条の2第1項の規定の適用を受けるものについては、その旨を明らかにする表示を「摘要」の欄に記載すること。 
 12 この様式は、市町村の必要に応じ、適宜補正することができるものであること。 
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第二十五号様式(第十四条関係) 

家屋課税台帳及び家屋補充課税台帳 
 (表面) 

家 屋 の 所 在 番地                                号            

家 屋 番 号   家 屋 の 種 類   

床面積 年度 価 格 

価格

登録

年月

日 

沿革 

登 記

年月日 
所 有 者 

現 に 所 有 し て い る 者 

所 有 者 と み な さ れ る 者 
敷 地 権 の 表 示 

摘 要 

事 由 住 所 
氏名又

は名称 

      個人番号又

は法人番号 
住 所 

氏名又

は名称 

      個人番号又

は法人番号 

登 録

年月日 

土地の所

在、地番 

敷地権の

種 類 

      

円 

                                                                          

 
 (裏面) 

家 屋 明 細 

建 物 の 名 称 区 分 構 造 
床 面 積 

摘 要 
1 階 1 階 以 外 計 

                    

 

第25号様式記載要領 
 1 法第349条の3、附則第15条、第15条の2又は附則第15条の3の規定の適用を受ける家屋にあっては、その旨「摘要」の欄に記載するとともに「価格」の欄には価格及び価格にこれらの規定に定める率を乗じて得た額を登録すること。 
 2 登録した価格等を修正する場合においては朱書きをもってし、その旨「摘要」の欄に記載すること。 
 3 「家屋の種類」の欄には、不動産登記法第44条第1項第3号に掲げる建物の種類を記載するものであるが、木造以外の家屋のうち、次に掲げるものにあっては、それぞれに定める区分を併記すること。(例「工場(一般)」) 
  (1) 工場、発電所、変電所、停車場及び車庫 
    ①一般 ②腐食性物質影響又は放射線 ③潮解性固体蔵置又は蒸気影響 
  (2) 倉庫 
    ①一般 ②腐食性物質影響、冷蔵又は放射線 ③潮解性固体蔵置又は蒸気影響 
 4 「現に所有している者、所有者とみなされる者」の欄には、法第343条第2項後段、第4項又は第5項の規定によって固定資産税を課されることとなる者を登録すること。 
 5 「個人番号又は法人番号」欄には、所有者、現に所有している者又は所有者とみなされる者の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)

又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。)を記載すること。なお、個人番号を記載する場合には、左側を1文字空けて記載すること。 
 6 敷地権の表示のされた家屋にあっては、敷地権の目的となっている土地の所在及び地番並びに敷地権の種類を「敷地権の表示」の欄に登録すること。 
 7 家屋課税台帳及び家屋補充課税台帳は、家屋番号順に作成し、大体200葉をもって1冊とし、下記の様式の表紙を付けること。 

 

             郡        町 

             市        村 
大字 

    家 屋 課 税 台 帳 

    (家屋補充課税台帳) 

 

何 市 区 役 所         

何 町 村 役 場         

 8 共有者の人員が多数で一行に記載することができない場合は、下記の様式の共有者氏名表を添付すること。 

共 有 者 氏 名 表 

家屋の所在   家 屋 番 号   

登 記

年月日 
事由 

 共有

持分 
年度 価格 住所 

 氏名又

は名称 

      個人番号又

は法人番号 

 登 記

年月日 
事由 共有持分 年度 価格 住所 

 氏名又

は名称 

      個人番号又

は法人番号 

        円                                       円                               

                                                                                

 9 家屋課税台帳は、従来の家屋台帳の副本を適宜使用して差し支えないものであること。 
 10 この様式は、市町村の必要に応じ、適宜補正することができるものであること。 

第
二
十
五
号
の
二
様
式
（
第
十
四
条
関
係
）

第二十五号の二様式(第十四条関係) 

課 税 明 細 書 

所 有 者 名   

資 産 土地又は家屋の所在 地番又は家屋番号 

地 目 又 は 種 類 構 造 地積又は床面積 
前 年 度 分 の

課 税 標 準 額 
当 該 年 度 価 格 

当 該 年 度

課 税 標 準 額 
軽 減 税 額 

      

      円 円 円 円 

第25号の2様式記載要領 

 1 「資産」の欄には、土地又は家屋の別を記載すること。 

 2 「地目又は種類」の欄には、土地にあっては土地課税台帳又は土地補充課税台帳に記載されている地目を、家屋にあっては家屋課税台

帳又は家屋補充課税台帳に記載されている家屋の種類を記載すること。 

 3 「前年度分の課税標準額」の欄には、法附則第18条、第19条第1項又は第19条の4の規定の適用を受ける土地について、附則第8条の2第

1項の規定により前年度分の固定資産税の課税標準額を記載すること。 

 4 「当該年度価格」の欄には、法第364条第3項に規定する当該年度の固定資産税に係る価格を記載すること。 

 5 「当該年度課税標準額」の欄には、法第349条の3、第349条の3の2、附則第15条、第15条の2又は第15条の3の規定の適用を受ける土地

又は家屋にあっては価格にこれらの規定に定める率を乗じて得た額を、これらの規定の適用を受けない土地又は家屋にあっては価格を、

それぞれ記載すること。また、法附則第18条、第19条第1項、第19条の3又は第19条の4の規定の適用を受ける土地については、附則第8

条の2第2項の規定により固定資産税の課税標準となるべき額を記載すること。 

 6 「軽減税額」の欄には、法附則第15条の6から第15条の10まで、第21条及び第21条の2の規定により減額される額を記載すること。 

 7 この様式は、市町村の必要に応じ、適宜補正することができること。 

第
二
十
五
号
の
三
様
式
（
第
十
四
条
関
係
）

第二十五号の三様式(第十四条関係) 

 (表面)                 地方税法第364条第7項の固定資産税納税通知書 

第        号 
納 税 者 

住 所   

令和      年度 氏 名   

普 通 税 固 定 資 産 税 百 十 万 千 百 十 円 

1 固定資産税決定の明細 

税

額 

区 分 価 格 課 税 標 準 額 税 率 税 額 徴 収 税 額 

土 地           

家 屋           

償 却 資 産           

合 計       円 円 

2 各納期の納付額及び納期限 

期 別 納 付 額 納 期 

第 1 期   令和  年  月  日から 令和  年  月  日まで 

第 2 期   令和  年  月  日から 令和  年  月  日まで 

第 3 期   令和  年  月  日から 令和  年  月  日まで 

第 4 期   令和  年  月  日から 令和  年  月  日まで 

納 付 場 所   

  上記のとおり各納期によつて納めて下さい。 

      令和  年  月  日 

市 町 村 長            

氏 名  印  

注意 裏面をよくお読み下さい。

 (裏面) 

 1 この納税通知書は、地方税法(以下「法」という。)第364条第5項の規定によつて徴収する固定資産税の納税通知書として交付されるも

のであつて、法第364条第5項の固定資産以外の固定資産に対する固定資産税については、別に固定資産税の納税通知書が交付されるもの

であります。 

 2 この納税通知書に記載された課税標準額は、その固定資産に係る前年度の固定資産税の課税標準である価格(法第349条の3、第349条の3

の2、附則第15条、第15条の2又は附則第15条の3の規定の適用を受ける固定資産にあつては、その固定資産の価格にそれぞれこれらの規定

に定める率を乗じて得た額を、法第349条の4又は第349条の5の規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により市町村にお

いて課税標準額とすることとなる金額をいう。以下同じ。)であり、また納税通知書に記載された税額は、この納税通知書に記載された課

税標準額によつて仮に算定した税額(以下「仮算定税額」という。)であります。 

 3 「徴収税額」は、仮算定税額の2分の1の範囲内の額であり、「各納期の納付額」は、仮算定税額を納期の数で除して得た額の範囲内の額

であります。この納税通知書によつて徴収する固定資産税の総額は、「徴収税額」をこえることができないことになつています。 

 4 法第389条第1項の規定によつて固定資産の価格等の通知が行われた場合においては、その通知に基いて算定した当該年度分の固定資産

税(以下「本算定税額」という。)を徴収することとなります。この場合において、すでに賦課した税額が本算定税額に満たない場合におい

ては、法第389条第1項の規定による通知が行われた日以後の納期において、その不足税額を追徴し、すでに徴収した税額が本算定税額を

こえる場合においては、法第17条又は第17条の2の規定の例によつて、その過納額を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当しま

す。 

 5 この納税通知書の記載事項に不服がある場合においては審査請求を納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内に市町

村長にすることができます。処分の取消しの訴えは、当該審査請求に係る裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、市町村

を被告として(市町村長が被告の代表者となります。)提起することができます。なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁

決を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、①審査請求があつた日から3か月を経過しても裁決がないとき、②

処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、③その他裁決を経ないことにつき正当な

理由があるときは、裁決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。 

   また、当該年度分の固定資産税額が仮算定税額の2分の1に相当する額に満たないこととなると認められる場合においては固定資産税額

の修正の申出を納税通知書の交付を受けた日から30日以内に市町村長にすることができます。 

 6 各納期までに税金を納付しなかつた場合においては、督促及び滞納処分が行われるほか、法律の定めるところによつて延滞金が徴収さ

れます。 

  備考 道府県の納税通知書の様式は、これに準ずるものであること。 
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第二十六号様式(提出用)(用紙日本産業規格A4・草色)(第十四条関係) 

    令和  年  月  日   

 

殿  

   令和  年度 

 

    償却資産申告書(償却資産課税台帳) 

  

受付印 
 ※ 所 有 者 コ ー ド 

  

  
                                          

所

有

者 

  (ふりがな) 

1 住 所 
 
 
 又は納税通知

書送付先    (電話          )  

3 

 

個 人 番 号 又

は 法 人 番 号 

                          
8 短 縮 耐 用 年 数 の 承 認 有 ・ 無 

9 増 加 償 却 の 届 出 有 ・ 無 

4 
事業種目 

(資本金等の額) 

 10 非 課 税 該 当 資 産 有 ・ 無 

  (ふりがな) 

2 氏 名 
 
法人にあっては

その名称及び代

表者の氏名 

                    

(屋号          ) 

(       百万円 )  11 課 税 標 準 の 特 例 有 ・ 無 

5 事業開始年月 年   月    12 特別償却 又は圧 縮記帳 有 ・ 無 

6 
この申告に応答
する者の係及び
氏名 (電話        ) 

13 税務会計 上の償 却方法 定率法・定額法 

7 税理士等の氏名 
(電話        ) 

14 青 色 申 告 有 ・ 無 

  
資産の種類 

取 得 価 額 

15 市(区)町村内

における事業所

等資産の所在地 

 ①                       

 ②                       

 ③ 

前年前に取得したもの  
(イ) 

前年中に減少したもの  
(ロ) 

前年中に取得したもの  
(ハ) 

計((イ)－(ロ)＋(ハ)) 
(ニ) 

1 構 築 物   十億 百万 千 円   十億 百万 千 円   十億 百万 千 円   十億 百万 千 円 

2 
機械及び
装置 

                                        

3 船 舶                                         

4 航 空 機                                         
16 借 用 資 産 

(有・無) 

貸主の名称等 

5 
車両及び
運搬具 

                                        

6 
工具、器具
及び備品 

                                        

17 事 業 所 用 家 屋 の 所 有 区 分 自己所有 ・ 借家 
7 合 計                                         

十億  百万 千 
資産の種類 評 価 額 

(ホ) 

※ 
決 定 価 格 

(ヘ) 

※ 
課 税 標 準 額 

(ト) 

18 備考(添付書類等) 

 

                             

                             

                             

                             

                             

                             

1 構 築 物   十億 百万 千 円   十億 百万 千 円   十億 百万 千 円 

2 
機械及び
装置 

                              

3 船 舶                               

4 航 空 機                               

5 
車両及び
運搬具 

                              

6 
工具、器具
及び備品 

                              

7 合 計                               
 

第二十六号様式(入力用)(用紙日本産業規格A4・草色)(第十四条関係) 

  

 所 有 者 コ ー ド 

1 20 

 
 
 
 
 
 

  
取 得 価 額 

  

  

前年前に取得したもの(イ) 前年中に減少したもの(ロ) 前年中に取得したもの(ハ) 計((イ)－(ロ)＋(ハ))(ニ) 

21 

11 
23 

        
36 

        
49 

        
62 

      
74 75 80 

12                                           

13                                           

14                                           

15                                           

16                                           

17                                           

  

  

評 価 額 

(ホ) 

決 定 価 格 

(ヘ) 

課 税 標 準 額 

(ト) 

  

21 

21 
23 

        
36 

        
49 

        
62 

      
74 75 80 

22                                           

23                                           

24                                           

25                                           

26                                           

27                                           

 

第
二
十
六
号
様
式
別
表
一
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業

規
格
Ａ
４
・
草
色
）
（
第
十
四
条
関
係
）

第二十六号様式別表一(提出用)(用紙日本産業規格 A4・草色)(第十四条関係) 

令和  年度 種類別明細書 (増加資産・全資産用 ) 所 有 者 名 

枚のうち 
※ 
 所有者コード 

※   

    枚 目  

行

番

号 

資
産
の
種
類 

資産コード 資産の名称等 

数

量 

取得年月 (イ) 

 

取 得 価 額 

耐
用
年
数 

(ロ) (ハ) 

 

価 額 

※ 

課税標準
の 特 例 

※ 

 

課 税 標 準 額 

増

加

事

由 

摘 要 
年

号 

年 月 

減
価
残
存
率 

率 
コー

ド 

01               
十億 百万 千 円   0. 

十億 百万 千 円     
十億 百万 千 円 1・2 

3・4   

02                         0.                     
1・2 
3・4   

03                         0.                     
1・2 
3・4   

04                         0.                     
1・2 
3・4   

05                         0.                     
1・2 
3・4   

06                         0.                     
1・2 
3・4   

07                         0.                     
1・2 
3・4   

08                         0.                     
1・2 
3・4   

09                         0.                     
1・2 
3・4   

10                         0.                     
1・2 
3・4   

11                         0.                     
1・2 
3・4   

12                         0.                     
1・2 
3・4   

13                         0.                     
1・2 
3・4   

14                         0.                     
1・2 
3・4   

15                         0.                     
1・2 
3・4   

16                         0.                     
1・2 
3・4   

17                         0.                     
1・2 
3・4   

18                         0.                     
1・2 
3・4   

19                         0.                     
1・2 
3・4   

20                         0.                     
1・2 
3・4   

  小 計                                   

注意 「増加事由」の欄は、1 新品取得、2 中古品取得、3 移動による受入れ、4 その他のいずれかに○印を付けてください。

第二十六号様式別表一(入力用)(用紙日本産業規格 A4・草色)(第十四条関係) 

所 有 者 コ ー ド     

1                    20 22 

行

番

号 

資
産
の
種
類 

資産コード 資 産 の 名 称 等 

数

量 

取得年月 

取 得 価 額 

耐
用
年
数 

  

課税標準の
特 例 

年
号 

年 月 
率 コード 

23 
01 

25 26     33 34             53 54 56 57 58 61 62     73 74   76 80 

02   
                            

03   
                            

04   
                            

05   
                            

06   
                            

07   
                            

08   
                            

09   
                            

10   
                            

11   
                            

12   
                            

13   
                            

14   
                            

15   
                            

16   
                            

17   
                            

18   
                            

19   
                            

20   
                            

 

350



第
二
十
六
号
様
式
別
表
二
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業

規
格
Ａ
４
・
赤
色
）
（
第
十
四
条
関
係
）

第二十六号様式別表二(提出用)(用紙日本産業規格A4・赤色)(第十四条関係) 
  令和  年度 
   

種 類 別 明 細 書(減 少 資 産 用) 
所 有 者 名 

． 枚のうち ※ 所 有 者 コ ー ド ※ 

  
  枚  目 

    

行

番

号 

資
産
の
種
類 

抹消コード 資 産 の 名 称 等 

数

量 

取得年月 

取 得 価 額 

耐
用
年
数 

申
告
年
度 

減少の事由及び区分 

摘 要 1 売却2 滅 失 

3 移動4 その他 

1 全部 

2 一部 
年
号 

年 月 

01   
  

          
十億 百万 千 円 

    1・2・3・4 1・2   

02   
  

          
        

    1・2・3・4 1・2   

03   
  

          
        

    1・2・3・4 1・2   

04   
  

          
        

    1・2・3・4 1・2   

05   
  

          
        

    1・2・3・4 1・2   

06   
  

          
        

    1・2・3・4 1・2   

07   
  

          
        

    1・2・3・4 1・2   

08   
  

          
        

    1・2・3・4 1・2   

09   
  

          
        

    1・2・3・4 1・2   

10   
  

          
        

    1・2・3・4 1・2   

11   
  

          
        

    1・2・3・4 1・2   

12   
  

          
        

    1・2・3・4 1・2   

13   
  

          
        

    1・2・3・4 1・2   

14   
  

          
        

    1・2・3・4 1・2   

15   
  

          
        

    1・2・3・4 1・2   

16   
  

          
        

    1・2・3・4 1・2   

17   
  

          
        

    1・2・3・4 1・2   

18   
  

          
        

    1・2・3・4 1・2   

19   
  

          
        

    1・2・3・4 1・2   

20   
  

          
        

    1・2・3・4 1・2   

  小 計 
  

  
        

  
 

第二十六号様式別表二(入力用)(用紙日本産業規格A4・赤色)(第十四条関係) 
※ 

所 有 者 コ ー ド 
※   

1                20 22  

行

番

号 

資
産
の
種
類 

抹消コード 資 産 の 名 称 等 

数

量 

取得年月 

取 得 価 額 

耐
用
年
数 

申
告
年
度 

減少の事由及び区分 

1 売却2 滅 失 

3 移動4 その他 

1 全部 

2 一部 
年
号 

年 月 

23 
01 

25 26       33 
  

34 37 38 40 42       54 56 58 
1・2・3・4 

59 
1・2 

02 
    

  
                    

1・2・3・4 1・2 

03 
    

  
                    

1・2・3・4 1・2 

04 
    

  
                    

1・2・3・4 1・2 

05 
    

  
                    

1・2・3・4 1・2 

06 
    

  
                    

1・2・3・4 1・2 

07 
    

  
                    

1・2・3・4 1・2 

08 
    

  
                    

1・2・3・4 1・2 

09 
    

  
                    

1・2・3・4 1・2 

10 
    

  
                    

1・2・3・4 1・2 

11 
    

  
                    

1・2・3・4 1・2 

12 
    

  
                    

1・2・3・4 1・2 

13 
    

  
                    

1・2・3・4 1・2 

14 
    

  
                    

1・2・3・4 1・2 

15 
    

  
                    

1・2・3・4 1・2 

16 
    

  
                    

1・2・3・4 1・2 

17 
    

  
                    

1・2・3・4 1・2 

18 
    

  
                    

1・2・3・4 1・2 

19 
    

  
                    

1・2・3・4 1・2 

20 
    

  
                    

1・2・3・4 1・2 

 

第26号様式(別表を含む。)記載要領 

1 償却資産申告書は、償却資産の所在地の市町村長に1通提出すること。ただし、地方税法第742条の規定に基づき道府県知事が指定した償却

資産に係る申告書については当該道府県知事に1通提出すること。 

2 ※の欄は記載しないこと。 

3 「個人番号又は法人番号」欄には、所有者の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5

項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。)を記載すること。なお、個人番号を記載

する場合には、左側を1文字空けて記載すること。 

4 金額の単位区分(けた)のある欄の記載に際しては、単位区分に従って正確に金額を記載すること。 

 

第
二
十
七
号
様
式
（
第
十
四
条
関
係
）

第二十七号様式(第十四条関係) 

みなす土地補充課税台帳 

土地の所在   仮地番   処理事項 

  

  

  

地 目 地 積 年度 価格 課税標準額 

価 格

登 録

年月日 

所有者とみなされる者 
仮換地等の

指定の年月

日又は仮使

用地となつ

た年月日 

換地処分の

公告又は換

地計画の認

可の公告の

年月日 
住 所 

氏名又

は名称 

   個人番号又

は法人番号 

      

  

円 円 

  

    

                          

    

        

        

        

        

        

        

 

 第27号様式記載心得 

 

  第24号様式記載要領に準じて記載すること。 
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第
二
十
八
号
様
式
（
第
十
四
条
関
係
）

第二十八号様式(第十四条関係) 

 

土 地 名 寄 帳 

納 税

義 務 者 

住 所   

納 税

管 理 人 

住 所   

氏 名 又 は

名 称 
  

氏名又は

名 称 
  個人番号又

は法人番号 
                          

異 動

年 月 日 
異動事由 

土 地 の 所 在 

地 目 地 積 価 格 課税標準額 摘 要 

大 字 
字 

地 番 

      

  

      

円 円 

  

  

      

  

            

  

      

  

            

  

      

  

            

  

 

第28号様式記載要領 
 1 「個人番号又は法人番号」欄には、納税義務者の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。)を記
載すること。なお、個人番号を記載する場合には、左側を1文字空けて記載すること。 

 2 法第349条の3、第349条の3の2、附則第15条、第15条の2又は第15条の3の規定の適用を受ける土地については、その旨(法第
349条の3の3の規定により住宅用地とみなされて法第349条の3の2の規定の適用を受ける土地にあつては、その旨)「摘要」の
欄に記載するとともに、「価格」の欄には、価格及び価格にこれらの規定に定める率を乗じて得た額を登録すること。 

 3 「課税標準額」の欄には、法第349条の3、第349条の3の2、附則第15条、第15条の2又は第15条の3の規定の適用を受ける土
地にあつては価格にこれらの規定に定める率を乗じて得た額を、これらの規定の適用を受けない土地にあつては価格を、それ
ぞれ登録すること。ただし、法附則第18条、第19条第1項又は第19条の4の規定の適用を受ける土地にあつては、これらの額に
代えて、法附則第28条第1項各号に定める額又は同条第2項各号に定める合算額を登録すること。 

 4 次の様式の表紙を付けること。 

 

 

  

土 地 名 寄 帳 
何 市 区 役 所 

何 町 村 役 場 

 5 必要ある場合は、縦書とすることができること。 
 6 この様式は、市町村の必要に応じ、適宜補正することができるものであること。 

第
二
十
九
号
様
式
（
第
十
四
条
関
係
）

第二十九号様式(第十四条関係) 

家 屋 名 寄 帳 

納 税

義 務 者 

住 所   

納 税

管 理 人 

住 所   

氏 名 又 は

名 称 
  

氏名又は

名 称 
  個人番号又

は法人番号 
                          

異 動

年 月 日 
異動事由 

家屋の所在 

家屋番号 床面積 価 格 摘 要 

大 字 
字 

地 番 

      

  

      

円   

  

      

  

          

  

      

  

          

  

      

  

          

  

 

 第29号様式記載要領 
 1 「個人番号又は法人番号」欄には、納税義務者の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定す
る法人番号をいう。)を記載すること。なお、個人番号を記載する場合には、左側を1文字空けて記載すること。 

 2 法第349条の3、附則第15条、第15条の2又は第15条の3の規定の適用を受ける家屋については、その旨「摘要」
の欄に記載するとともに、「価格」の欄には、価格及び価格にこれらの規定に定める率を乗じて得た額を登録す
ること。 

 3 次の様式の表紙を付けること。 

 

  

家 屋 名 寄 帳 
何 市 区 役 所 

何 町 村 役 場 

 4 必要ある場合は、縦書とすることができること。 
 5 この様式は、市町村の必要に応じ、適宜補正することができるものであること。 

第
三
十
号
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
十
四

条
関
係
）第三十号様式(用紙日本産業規格A4)(第十四条関係) 

令和   年度 固定資産申告書(道府県知事又は総務大臣に対する申告書) 
 

  受付
印 

  

    

所

有

者 

住 所   
この申告に応答する者
の氏名及び係名並びに
その電話番号 (電話     ) 

令和  年  月  日 
氏 名 

 法人にあつては法

人の名称及び代表

者の氏名 

  
※ 

処 理 事 項   

道府県知事 

(総務大臣) 
殿  個 人 番 号

又 は

法 人 番 号  

                          
※ 

担 当 者 

課    係 

 

氏名 

資産の種類 

前年前に取得したもの 前年中に取得したもの  

価額の計 

(ホ)＋(チ) 

 

(リ) 

※ 

 

決 定

価 格 

※ 

 

課税標

準額 

※ 

 

摘 要 
前年度

の価額 

 

(イ) 

(イ)のうち

前年中に減

少したもの

 (ロ) 

 

(イ)－（ロ) 

 

(ハ) 

(ハ)にか

かる減価

償却額 

（ニ) 

 

価 額 

 

(ホ) 

取 得

価 額 

 

(ヘ) 

(ヘ)にか

かる減価

償却額 

（ト) 

 

価 額 

 

(チ) 

土 地 
円 円 円   円 円   円 円 円 円   

家 屋                         

償 却 資 産       
円 

    
円 

          

合 計                         

 

第
三
十
号
様
式
別
表
一
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）

（
第
十
四
条
関
係
）

第三十号様式別表一(用紙日本産業規格A4)(第十四条関係) 

種類別明細書 その1 前年前に取得した資産 
 

(1) 課税標準の特例の適用のないもの 

所 在

市町村 

資 産 区 分 
取 得

価 額 

前 年 度

の 価 額 
(イ) 

減価残存

率 ( 1－減

価率) 
(ロ) 

価 額 
 
(イ)×(ロ) 

備 考 

※ 

決 定

価 格 

※ 

課 税

標準額 

※ 

摘 要 
種 類 

構造また

は用途 
細 目 数 量 

耐 用

年 数 

取得の

年次 

     
年 

 
円 円 

 
円 

 
円 円 

 

               

合 計               

 
(2) 課税標準の特例の適用のあるもの 

所 在

市町村 

資 産 区 分 
取 得

価 額 
前年度

の価額 
(イ) 

減価残存

率 ( 1－減

価率) 
(ロ) 

価 額 
 

(イ)×(ロ) 

備 考 

※ 

決 定

価 格 

※ 

決定価

格に乗

ずる率 

※ 

課 税

標準額 

※ 

摘要 

種 類 
構造また

は用途 
細 目 数 量 

耐 用

年 数 

取得の

年次 

     
年 

 
円 円  円  円  円 

 

         
 

      

合 計         
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第
三
十
号
様
式
別
表
二
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）

（
第
十
四
条
関
係
）

第三十号様式別表二(用紙日本産業規格A4)(第十四条関係) 
 
種類別明細書 その2 前年中に減少した資産 

所 在

市 町 村 

資 産 区 分 

取得の価額 前年度の価額 備 考 

※ 

摘 要 

種 類 
構 造 ま た

は用途 
細 目 数 量 耐用年数 

取得の

年次 

     
年 

 
円 円 

  

           

合 計           

 

第
三
十
号
様
式
別
表
三
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）

（
第
十
四
条
関
係
）

第三十号様式別表三(用紙日本産業規格A4)(第十四条関係) 
 
種類別明細書 その3 前年中に取得した資産 

(1) 課税標準の特例の適用のないもの 

所 在

市町村 

資 産 区 分 取 得

価 額 

(イ) 

減価残存率 

2

減価率
1－  

(ロ) 

価 額 
(イ)×(ロ) 

備 考 

※ 

決 定

価 格 

※ 

課 税

標準額 

※ 

摘 要 

種 類 
構造また

は用途 
細 目 数 量 

耐 用

年 数 

     
年 円 

 
円 

 
円 円 

 

             

合 計             

 
(2) 課税標準の特例の適用のあるもの 

所 在

市町村 

資 産 区 分 取得

価額 

(イ) 

減価残存率 

2

減価率
1－  

(ロ) 

価 額 
(イ)×(ロ) 

備考 

※ 

決定

価格 

※ 

決定価

格に乗

ずる率 

※ 

課 税

標準額 

※ 

摘 要 

種 類 
構造また

は用途 
細 目 数 量 

耐 用

年 数 

     
年 円 

 
円 

 
円 

 
円 

 

        
 

     

合 計        
 

     

 

第
三
十
号
様
式
別
表
四
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）

（
第
十
四
条
関
係
）

第三十号様式別表四(用紙日本産業規格A4)(第十四条関係) 

種類別明細書 その4 総合償却資産(前年中に増減したもの) 

(1) 課税標準の特例の適用のないもの 

所在

市町

村 

資 産 区 分 前年前に取得したもの 前年中に取得したもの 

価 額 
 
(ホ)＋(チ) 

備 考 

※ 
 
決 定

価 格 

※ 
 
課 税

標 準

額 

※ 
 
摘要 

種類 

構造

また

は用

途 

細目 数量 
耐用

年数 

取得

の年

次 

前年

度の

価額 
(イ) 

前年中に
減少した
資産の前
年度の価
額 (ロ ) 

(イ)－

(ロ) 

 
(ハ) 

減価残存率 

(1－減価率) 
 

(ニ) 

(ハ)×

(ニ) 

 
(ホ) 

取得

価額 
 

(ヘ) 

減価残存率 

2

減価率
1－  

(ト) 

(ヘ)×

(ト) 

 
(チ) 

          
年   円 円 円   円 円   円 円   円 円 

  

                                        

合計                                       

 
(2) 課税標準の特例の適用のあるもの 

所在

市町

村 

資 産 区 分 前年前に取得したもの 前年中に取得したもの 

価 額 
 
(ホ)＋(チ) 

備 考 

※ 

決定

価格 

※ 
決定
価格
に乗
ずる
率  

※ 

課税

標準

額  

※ 
 
摘要 

種類 

構造

また

は用

途 

細目 数量 
耐用

年数 

取得

の年

次 

前年

度の

価額 
(イ) 

前年中に
減少した
資産の前
年度の価
額 (ロ ) 

(イ)－

(ロ) 

(ハ) 

減価残存率 

(1－減価率) 
 

(ニ) 

(ハ)×

(ニ) 
 

(ホ) 

取得

価額 
 

(ヘ) 

減価残存率 

2

減価率
1－  

(ト) 

(ヘ)×

(ト) 
 

(チ) 

          
年   円 円 円   円 円   円 円   円   円 

  

                                          

合計                                         

 

第30号様式(別表を含む。)記載要領 

 1 ※印の欄は、申告者において記載することを要しないこと。 

 2 「個人番号又は法人番号」欄には、所有者の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第

5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。)を記載すること。なお、個人番号を記

載する場合には、左側を1文字空けて記載すること。 

 3 固定資産申告書の「資産の種類」の欄および種類別明細書の「種類」の欄には、土地、家屋および償却資産の区分にしたがつて記載す

ること。 

 4 地方税法第三百八十九条第一項の規定により道府県知事又は総務大臣が決定する固定資産の価格の配分に関する規則(昭和28年総理府

令第91号)本則の表の下欄において「所在する市町村に配分する」とされている場合にあつては、種類別明細書の「所在市町村」の欄に、

固定資産が賦課期日現在において所在する市町村名を書くこと。また、それ以外の場合にあつては、同令の規定により固定資産の決定価

格及び課税標準額を当該固定資産が所在するものとされる市町村に配分するために必要なものとして道府県知事又は総務大臣が求める事

項を記載した書類を添付すること。 

 5 上記以外の記載事項については、第26号様式(別表を含む。)記載要領に準じて記載すること。 

 備考 この様式(種類別明細書を含む。)は、事業の種目に応じ適宜補正することができるものであること。 
 

353



第
三
十
一
号
様
式
（
第
十
四
条
関
係
）

第三十一号様式(第十四条関係) 

  土 地 評 価 調 書   

の部 
地区 

(分区) 

処理事項         
 調 書

番 号 

  

処理月日         

標準地の状況 

所 在 及 び 地 番 地 積 単位当り評点数 単位当り評価額 総評価額 

        円 円 

整理

番号 

所在及

び地番 

所 有 者 

地 積 
年

度 

評 点 数 評 価 額 
市町村長

決定価格 
摘要 

住所 
氏名又

は名称 

    個人番号又

は法人番号 

単位当り

評 点 数 

 総評

点数 

単位当り

評 価 額 

 総評

価額 

                                            円 円 円   

              

              

              

              

                                                    

              

              

              

              

                                                    

              

              

              

              

 

第31号様式記載心得 

 1 土地評価調書は地目及び状況類似地区ごとに作成すること。 

 2 「個人番号又は法人番号」欄には、所有者の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。)を記載すること。

なお、個人番号を記載する場合には、左側を1文字空けて記載すること。 

 3 法第73条の21第3項の通知に係る土地にあつては、その旨(法第349条の3の3の規定により住宅用地とみなされて法第349条の3

の2の規定の適用を受ける土地にあつては、その旨)及び当該通知に係る価格を、法第349条の3、第349条の3の2、附則第15条、第

15条の2又は第15条の3の規定の適用を受ける土地にあつてはその旨をそれぞれ「摘要」の欄に記載すること。 

 4 この様式は、市町村の必要に応じ、適宜補正することができるものであること。 

 5 各筆の土地についての評価資料で必要なものは、市町村において適宜様式を定め附表として添付すること。 

第
三
十
二
号
様
式
（
第
十
四
条
関
係
）

第三十二号様式(第十四条関係) 

 

  家 屋 評 価 調 書   

木造、

非木造

の 別 

  種 類   

処理事項         調 書

番 号 

  

処理月日         

整理

番号 

所在及び

家屋番号 

所 有 者 

建築

年月

日 

構造 用途 

単位当

たり再

建築費

評点数 

床面積 

総評

点数 

評価額 

市町村長

決定価格 

摘要 
住所 

氏名

又は

名称 

    個人番号又は

法人番号 

                                                
円 円 

  

                                                
    

  

                                                
    

  

                                                
    

  

第32号様式記載要領 

 1 「種類」の欄には、不動産登記法第44条第1項第3号に掲げる建物の種類を記載するものであるが、木造以外の家屋のうち、次に

掲げるものにあっては、それぞれに定める区分を併記すること。(例「工場(一般)」) 

  (1) 工場、発電所、変電所、停車場及び車庫 

   ①一般 ②腐食性物質影響又は放射線 ③潮解性固体蔵置又は蒸気影響 

  (2) 倉庫 

   ①一般 ②腐食性物質影響、冷蔵又は放射線 ③潮解性固体蔵置又は蒸気影響 

 2 「個人番号又は法人番号」欄には、所有者の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。)を記載すること。なお、

個人番号を記載する場合には、左側を1文字空けて記載すること。 

 3 「構造」の欄には、以下により記載すること。 

  (1) 木造家屋にあっては、階層(地階を含む) 

  (2) 木造以外の家屋にあっては、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造、軽量鉄骨造、れんが造、コンクリー

トブロック造、石造又はその他の別及び階層(地階を含む) 

 4 「用途」の欄には、以下により記載すること。 

  (1) 木造家屋にあっては、戸建形式住宅、集合形式住宅、事務所、店舗、病院、ホテル、旅館、劇場、工場、倉庫又はその他の

別 

  (2) 木造以外の家屋にあっては、戸建形式住宅、集合形式住宅、事務所、店舗、病院、ホテル、工場、倉庫又はその他の別 

 5 法第73条の21第3項の通知に係る家屋にあっては当該通知に係る価格を、法第349条の3、附則第15条、第15条の2又は第15条の3の

規定の適用を受ける家屋にあってはその旨を、それぞれ「摘要」の欄に記載すること。 

 6 この様式は、市町村の必要に応じ、適宜補正することができるものであること。 

 7 各個の家屋についての評価資料で必要なものは、市町村において適宜様式を定め付表として添付すること。 

第
三
十
三
号
様
式
（
第
十
四
条
関
係
）

第三十三号様式(第十四条関係) 

  償 却 資 産 評 価 調 書   

所 有 者 

事業種目   

資本金又

は出資金

の金額 

  
住 所   

氏名又は

名 称 
  

個人番号

又 は

法人番号 

                          

区 分 

種 類 
評 価 額 決 定 価 格 前 年 度 決 定 価 格 摘 要 

構 築 物 円 円 円   

機 械 及 び 装 置         

船 舶         

航 空 機         

車 両 及 び 運 搬 具         

工 具 、 器 具 及 び 備 品         

合 計   (イ) (ロ)   

第33号様式記載心得 

 1 本表は、所有者ごとに作成すること。 

 2 「個人番号又は法人番号」欄には、所有者の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号を

いう。以下同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。)を記載すること。なお、個人番号を記載する場合には、左側を1文字空けて記載すること。 

 3 「摘要」の欄には、
(ロ)

(イ)
×100の数値を記載すること。 

第
三
十
三
号
の
二
様
式
（
第
十
四
条
関
係
）

第三十三号の二様式(第十四条関係) 
 

土 地 価 格 等 縦 覧 帳 簿 

土 地 の 所 在 地 番 地 目 地 積 価 格 

    円 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

第33号の2様式記載心得 

 1 土地価格等縦覧帳簿は、地番順に作成すること。 

 2 この様式は、市町村の必要に応じ、適宜補正することができるものであること。 
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第
三
十
三
号
の
三
様
式
（
第
十
四
条
関
係
）

第三十三号の三様式(第十四条関係) 
 

家 屋 価 格 等 縦 覧 帳 簿 

家 屋 の 所 在 家屋番号 種 類 構 造 床 面 積 価 格 

     円 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

第33号の3様式記載要領 

 1 「種類」の欄には、不動産登記法第44条第1項第3号に掲げる建物の種類を記載する

ものであるが、木造以外の家屋のうち、次に掲げるものにあっては、それぞれに定める

区分を併記すること。(例「工場(一般)」) 

  (1) 工場、発電所、変電所、停車場及び車庫 

    ①一般 ②腐食性物質影響又は放射線 ③潮解性固体蔵置又は蒸気影響 

  (2) 倉庫 

    ①一般 ②腐食性物質影響、冷蔵又は放射線 ③潮解性固体蔵置又は蒸気影響 

 2 家屋価格等縦覧帳簿は、家屋番号順に作成すること。 

 3 この様式は、市町村の必要に応じ、適宜補正することができるものであること。 
 

第
三
十
三
号
の
四
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）

（
第
十
五
条
の
十
二
関
係
）

第三十三号の四様式(用紙日本産業規格A4)(第十五条の十二関係) 

      申
告
区
分 

1．新規取得(新車)  2．新規取得(中古車)  3．移転 
4．転入       5．転出        6．抹消 
7．変更(使用者・住所・氏名・定置場・番号・構造・用途・軽自動車の所有者) 
8．その他(                             ) 

 

取
得
原
因 

1．売買  2．相続 
3．贈与 
4．所有権留保解除 
5．その他(    ) 

 

課
税
区
分 

1．課税  2．非課税  3．課税免除 

4．減免(障害者・その他) 

5．免税点以下    6．商品車 

7．その他(           ) 
 

軽自動車税(環境性能割)申告書(報告書) 

市町村長 殿     

 次のとおり申告(報告)します。         令和  年  月  日 
  

 

車
両
番
号 

       運輸支局等     車種区分   かな    番 号 

      
               (右詰で記入)      (右詰で記入) 

旧
車
両
番
号 

 運輸支局等    車種区分  かな   番 号 

 

取得・変更・廃車等年月日 初度検査(届出)年月 

年
号 

 

3．昭和 
4．平成 
5．令和  

年
号 

 

3．昭和 
4．平成 
5．令和  

納
税(

申
告
・
報
告)
義
務
者 

住
所
又
は
所
在
地 

〒  (都道府県、市町村名、番地まで記入) 用
途 

 01．乗用車   02．トラック(貨物) 

09．特種用途自動車(      )   10．その他(      )              

種 別 営・自区分 車 体 の 形 状 車 名 (通 称 名) 型 式 

2．小型 

4．軽   

 1．営業用 

 2．自家用  

      

 (ビル、アパート、マンション及び棟室番号を左詰で記入) 

  

乗 車 定 員 最 大 積 載 量 車 両 重 量 車 両 総 重 量 車 台 番 号 類別区分番号 

人(    人) kg(    kg) kg kg 
    

原 動 機 の 型 式 長 さ 幅 高さ 総排気量又は定格出力 ローター数 燃 料 の 種 類 

  

cm cm cm 

l 

kw 
  

1．ガソリン 2．軽油 

3．その他(    )  
(フリガナ) 

 氏 名

又は 

名 称 

  

  

 

車 検 有 効 期 限 商品車である場合の古物商許可番号 主 た る 定 置 場 ※( )内は旧主たる定置場所在の市町村名を記入 

 

令和  年  月  日 

    

環
境
性
能
割 

通
常
の
取
得
価
額 

車両本体  円  生 年

月 日 
年
号  

1．明治 2．大正 
3．昭和 4．平成 
5．令和 年 月 日 

(            )  
付加物  円  電 話

番 号 
 (左詰で記入) 取 得 前 の 用 途 

   1．営業用      2．自家用 

   3．その他(            )  
    年 付加物

の内訳 

(品名) (価額) 

円 

所
有
者 

 住 所

又は 

所在地 

  
所 有 形 態 

課 税 標 準 額  円 
   1．自己所有  2．所有権留保  3．商品車  4．リース車 

   5．譲渡担保  6．その他(             )  (フリガナ) 

 氏 名

又は 

名 称 

  

  

 

申
告
・
報
告
義
務
者

以
外
に
当
該
申
告
に

関
わ
る
者

 

住 所

又は 

所在地 

  

税額 
 ／100 

 円 

使
用
者 

 住 所

又は 

所在地 

  

税 率 区 分 記載要領14を参照 

 

氏 名

又は 

名 称 

  

(フリガナ) 

 氏 名

又は 

名 称 

  燃 費 変速装置 構 造   電 話

番 号 

(      ) 

 

km／l 

AT・MT A・B 
  

    

旧
所
有
者 

 住 所
又は 
所在地 

    

 氏 名
又は 
名 称 

  

旧
使
用
者 

 住 所
又は 
所在地 

  

 氏 名
又は 
名 称 

  

※この欄には記入しないこと。 

 

第33号の4様式記載要領 

  1 この申告書は、法第454条の規定により、軽自動車税環境性能割の納付に関し申告又は報告を行う場合に使用すること。 

  2 「申告区分」及び「取得原因」の各欄には、該当する項目の番号を右の枠内に記入すること。 

    また、「申告区分」の欄で「7．変更」に該当する場合には、番号を記入するほか、( )内の該当項目を○で囲むこと。 

  3 「課税区分」の欄には、本人持ち込みにより他の市町村から転入する場合の軽自動車税環境性能割の課税対象外等、1から6までの項目に該当しない場合には、「7．その他」を選択し( )内にその詳細を記入すること。 

  4 「取得・変更・廃車等年月日」、「初度検査(届出)年月」及び「生年月日」の各欄のうち年号の部分には、該当する項目の番号を枠内に記入すること。 

  5 「納税(申告・報告)義務者」の欄の「住所又は所在地」には、上段に都道府県、市町村名、番地まで記入すること。 

    また、納税義務者等がビル等に入居している場合又は同居人である場合には、下段の枠内に、ビル等の名称のほかに棟号数、室番号又は○○様方のように、郵送物が確実に届くように記入すること。 

  6 「用途」、「種別」、「営・自区分」、「燃料の種類」及び「所有形態」の各欄には、該当する項目の番号を枠内に記入すること。 

  7 「用途」の欄で「09．特種用途自動車」又は「10．その他」に該当する場合及び「燃料の種類」又は「所有形態」の各欄で「その他」に該当する場合は、( )内にその詳細を記入すること。 

  8 「車体の形状」の欄には、自動車検査証の「車体の形状」の欄に記載された形状を記入すること。 

  9 「乗車定員」及び「最大積載量」の各欄には、貨客兼用車等であるため乗車定員及び最大積載量がそれぞれ複数ある場合、( )内にはいずれか大きい方の乗車定員とこれに係る最大積載量を記入すること。 

  10 「長さ」、「幅」及び「高さ」の各欄には、特種用途自動車の場合のみ記入すること。 

  11 「取得前の用途」の欄には、他から軽自動車の譲渡を受けた場合など、今回の申告以前も当該軽自動車が所有されていた場合においてその用途について該当する項目の番号を枠内に記入し、併せて初度検査年月からの経

過年数を記入すること。 

    また、「3．その他」に該当する場合には、( )内にその詳細を記入すること。 

  12 「通常の取得価額」の欄には、法第450条に規定する通常の取得価額を記入すること。 

  13 「通常の取得価額」の欄の「付加物の内訳」には、具体的な付加物の名称とその金額を記入すること。 

  14 「税率区分」の欄には、次のうち、該当する項目の番号を枠内に記入すること。 

    また、「★★★★」は平成30年排出ガス基準50％低減又は平成17年排出ガス基準75％低減達成車のことをいう。 

    なお、令和12年度基準エネルギー消費効率、令和4年度基準エネルギー消費効率及び令和2年度基準エネルギー消費効率を算定していない軽自動車であって、次の【乗用車】又は【2.5t以下トラック】のうち、平成22年度

基準エネルギー消費効率を算定している軽自動車については、「R12年度燃費基準80％達成」は「H22年度燃費基準＋73％達成」に、「R12年度燃費基準70％達成」は「H22年度燃費基準＋51％達成」に、「R12年度燃費基準

60％達成」は「H22年度燃費基準＋30％達成」に、「R2年度燃費基準達成」は「H22年度燃費基準＋50％達成」に、「R4年度燃費基準105％達成」は「H22年度燃費基準＋63％達成」に、「R4年度燃費基準達成」は「H22年度

燃費基準＋55％達成」に、「R4年度燃費基準95％達成」は「H22年度燃費基準＋47％達成」に読み替えた上、該当する項目の番号を記入すること。 

    また、令和12年度基準エネルギー消費効率を算定していない軽自動車であって、次の【乗用車】のうち、令和2年度基準エネルギー消費効率及び平成27年度基準エネルギー消費効率を算定している軽自動車については、「R

12年度燃費基準80％達成」は「R2年度燃費基準116％達成」に、「R12年度燃費基準70％達成」は「R2年度燃費基準102％達成」に、「R12年度燃費基準60％達成」は「R2年度燃費基準87％達成」に読み替えた上、該当する項

目の番号を記入すること。 

   【乗用車】 

   01．★★★★かつR12年度燃費基準80％達成かつR2年度燃費基準達成ガソリン車(非課税) 

   02．★★★★かつR12年度燃費基準70％達成かつR2年度燃費基準達成ガソリン車(自家用：1／100、営業用：0.5／100) 

   03．★★★★かつR12年度燃費基準60％達成かつR2年度燃費基準達成ガソリン車(自家用：2／100、営業用：1／100) 

   04．01～03に該当しないガソリン車(2／100) 

   【2.5t以下トラック】 

   05．★★★★かつR4年度燃費基準105％達成ガソリン車(非課税)                 07．★★★★かつR4年度燃費基準95％達成ガソリン車(自家用：2／100、営業用：1／100) 

   06．★★★★かつR4年度燃費基準達成ガソリン車(自家用：1／100、営業用：0.5／100)       18．05～07に該当しないもの(2／100) 

   【その他の軽自動車】 

   09．電気軽自動車、天然ガス軽自動車(H30年排出ガス基準適合又はH21年排出ガス基準10％低減)(非課税) 

   10．01～09に該当しないもの(2／100) 

  15 上記14の01～08のいずれかに該当する場合は「燃費」の欄に燃費値を記入すること。 

    また、貨物自動車の場合には、「変速装置」の欄について該当する項目を○で囲むこと。 

    なお、「構造」の欄については、貨物自動車の場合には「A」又は「B」を選択すること。「A」は次の要件のいずれにも該当する場合をいい、「A」以外の場合を「B」という。 

    (い) 最大積載量を車両総重量で除した値が0.3以下となるものであること。 

    (ろ) 乗車装置及び物品積載装置が同一の車室内に設けられており、かつ、当該車室と車体外とを固定された屋根、窓ガラス等の隔壁により仕切られるものであること。 

    (は) 運転室の前方に原動機を有するものであること。 

第
三
十
三
号
の
四
の
二
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ

４
）
（
第
十
六
条
関
係
）

第三十三号の四の二様式(用紙日本産業規格A4)(第十六条関係) 

        申
告
区
分 

1．新規取得(新車) 2．新規取得(中古車) 3．移転 
4．転入      5．転出       6．抹消 
7．変更(使用者・住所・氏名・定置場・番号・構造・用途・軽自動車の所有者) 
8．その他(                             ) 

 

取
得
原
因 

1．売買   2．相続 
3．贈与 
4．所有権留保解除 
5．その他(     ) 

 

軽自動車税(種別割)申告書(報告書)        

市町村長 殿      

次のとおり申告(報告)します。     令和  年  月  日 

  

 

車
両
番
号 

    運輸支局等      車種区分   かな     番 号 

  

旧
車
両
番
号 

  運輸支局等    車種区分  かな    番 号 

 

取得・変更・廃車等年月日 初度検査(届出)年月 

年
号 

 

3．昭和 
4．平成 
5．令和  

年
号 

 

3．昭和 
4．平成 
5．令和  

納
税(

申
告
・
報
告)

義
務
者 

住
所
又
は
所
在
地 

〒 (都道府県、市町村名、番地まで記入) 
用
途 

01．乗用車   02．トラック(貨物) 

09．特種用途自動車(       )  10．その他(       )                
  

種 別 営・自区分 車 体 の 形 状 車 名 (通 称 名) 型 式 

2．小型 

4．軽  
 

1．営業用 

2．自家用 
 

      

  (ビル、アパート、マンション及び棟室番号を左詰で記入) 

 

乗 車 定 員 最 大 積 載 量 車 両 重 量 車 両 総 重 量 車 台 番 号 類別区分番号 

人(     人) kg(     kg) kg kg 
    

原 動 機 の 型 式 長 さ 幅 高さ 総排気量又は定格出力 ローター数 燃 料 の 種 類 

  

cm cm cm 

l 

kW 

  1．ガソリン 2．軽油 

3．その他(     )  (フリガナ)   

氏 名
又は 
名 称 

  車 検 有 効 期 限   主 た る 定 置 場 ※( )内は旧主たる定置場所在の市町村名を記入 

令和  年  月  日  
  

生 年

月 日 

年
号  

1．明治 2．大正 
3．昭和 4．平成 
5．令和  

  

(             )  電 話
番 号 

   

所
有
者 

住 所
又は 
所在地 

  

(フリガナ)   所 有 形 態 

氏 名
又は 
名 称 

  1．自己所有  2．所有権留保  3．商品車  4．リース車 

5．譲渡担保  6．その他(             )    

申
告
・
報
告
義
務
者 

以
外
に
当
該
申
告
に 

関
わ
る
者 

住 所
又は 
所在地 

  

使
用
者 

住 所
又は 
所在地 

  

(フリガナ)   氏 名
又は 
名 称 

  氏 名
又は 
名 称 

  

電 話
番 号 

        (       ) 

旧
所
有
者 

住 所
又は 
所在地 

  

種
別
割
の 

税
率
の
特
例 

1．電気・天然ガス(H30年排出ガス基準適合又はH21年排出ガス基準10％低減) 

2．★★★★かつR12年度燃費基準90％達成かつR2年度燃費基準達成の営業用の乗用車 
3．★★★★かつR12年度燃費基準70％達成かつR2年度燃費基準達成の営業用の乗用車 

氏 名
又は 
名 称 

  
  

  

 
旧
使
用
者 

住 所
又は 
所在地 

  

氏 名
又は 
名 称 

  
  

 ※この欄には記入しないこと。 
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第33号の4の2様式記載要領 

 

 1 この申告書は、法第463条の19第1項の規定により軽自動車税種別割の賦課徴収に関し申告又は報告を行う場合に使用すること。 

 

 2 「申告区分」及び「取得原因」の各欄には、該当する項目の番号を右の枠内に記入すること。 

  また、「申告区分」の欄で「7．変更」に該当する場合には、番号を記入するほか、(  )内の該当項目を○で囲むこと。 

 

 3 「取得・変更・廃車等年月日」、「初度検査(届出)年月」及び「生年月日」の各欄のうち年号の部分には、該当する項目の番号を枠内に記入すること。 

 

 4 「用途」、「種別」、「営・自区分」、「燃料の種類」及び「所有形態」の各欄には、該当する項目の番号を枠内に記入すること。 

 

 5 「用途」の欄で「09．特種用途自動車」に該当する場合及び「燃料の種類」又は「所有形態」の各欄で「その他」に該当する場合は、(  )内に

その詳細を記入すること。 

 

 6 二輪の小型自動車又は二輪若しくは三輪の軽自動車については、「用途」の欄の「10．その他」を選択し、(  )内に「二輪」又は「三輪」と記入す

ること。 

 

 7 「納税(申告・報告)義務者」の欄の「住所又は所在地」には、上段に都道府県、市町村名、番地まで記入すること。 

  また、納税義務者等がビル等に入居している場合又は同居人である場合には、下段の枠内に、ビル等の名称のほかに棟号数、室番号又は○○様方のよ

うに、郵便物が確実に届くように記入すること。 

 

 8 「乗車定員」及び「最大積載量」の各欄には、貨客兼用車等であるため乗車定員及び最大積載量がそれぞれ複数ある場合、(  )内にはいずれか大き

い方の乗車定員とこれに係る最大積載量を記入すること。 

 

 9 「車体の形状」の欄には、自動車検査証の「車体の形状」の欄に記載された形状を記入すること。 

 

 10 「長さ」、「幅」及び「高さ」の各欄には、特種用途自動車の場合のみ記入すること。 

 

 11 「種別割の税率の特例」の欄には、該当する項目の番号を枠内に記入すること。 

   なお、「★★★★」は平成30年排出ガス基準50％低減又は平成17年排出ガス基準75％低減達成車のことをいう。 

第
三
十
三
号
の
五
様
式
（
第
十
六
条
関
係
）

第三十三号の五様式(第十六条関係) 

 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 
(原動機付自転車・小型特殊自動車)       

 
  令和  年  月  日 
 

市町村長 殿  

   つぎのとおり申告(報告)及び申請します。 

申 告 の 理 由 種 別 
標 識 番 号 

  

新 規 変 更 原動機付自転車 小型特殊自動車 

□ 購入 

□ 譲受け 

□ 転入 

□ その他 

(      ) 

□ 所有者 

□ 使用者 

□ 住所 

□ 標識番号 

□ その他 

(      ) 

□第一種 一般原付(0.05L又は0.6kW

以下) 

□第一種 特定原付(0.6kW以下) 

□第二種 乙(0.09L又は0.8kW以下) 

□第二種 甲(0.125L又は1.0kW以下) 

□ミニカー 

□ 農耕作業用 

□ その他 

(      ) 

納税義務発生

年 月 日 
令和  年  月  日 

旧標識番号 
  

納
税(

申
告
・
報
告)

義
務
者 

所

有

者 

 住 所
又は 
所在地 

〒  所有形態 
 1．自己所有    2．所有権留保    3．商品車    4．リース車 

 5．その他(                ) 

主たる定置場 

※( )内は旧主た

る定置場所在の

市町村名を記入 

 1．左記所有者の住所又は所在地と同じ            (        ) 

 

 2．                            (        ) 

 

(フリガナ) 
 氏 名

又は 
名 称 

  

  

車 名 型式及び年式 原動機の型式番号 

生年月日 明・大・昭・平・令 年 月 日 電話番号 
  

  型  

年式 

  

使

用

者 

 住 所
又は 
所在地 

〒  
車 台 番 号 型式認定番号 総排気量又は定格出力 

    L  

kW 

(フリガナ) 
 氏 名

又は 
名 称 

  長 さ 幅 最高速度 

  
cm cm km／h 

生年月日 明・大・昭・平・令 年 月 日 電話番号   

譲

渡 

販

売 

  上記 □原動機付自転車(特定原付を除く。)・□特定原付・□小型特殊自動車を販売又は譲

渡したことを証明します。 

令和   年   月   日   

 

 住所又は所在地 

 

 氏名又は名称 

 

 電 話 番 号 

届

出

者 

 住 所
又は 

所在地 

  

(フリガナ) 
 氏 名

又は 
名 称 

  

 

証

明

書 

  

電話番号 
  

    

  

 

第33号の5様式記載要領 

 

1 この申告書は、原動機付自転車又は小型特殊自動車1台ごとに作成すること。 

2 「申告の理由」及び「種別」の各欄には、該当箇所の□(チェック欄)にレを記入すること。 

3 「納税(申告・報告)義務者」の欄には、所有者と使用者が同じである場合は、所有者欄のみを記入すること。 

4 「納税(申告・報告)義務者」の欄の「住所又は所在地」には、都道府県、市町村名、番地まで記入すること。 

  また、納税義務者等がビル等に入居している場合又は同居人である場合には、ビル等の名称のほかに棟号数、室番号又は○○様方のよう

に、郵便物が確実に届くように記入すること。 

5 「届出者」の欄には、申告に来た者が納税義務者以外の者である場合に記入すること。 

6 「所有形態」の欄については、該当項目を○で囲むこと。 

  また、「5．その他」に該当する場合には、(  )内にその詳細を記入すること。 

7 「主たる定置場」の欄には、申告の際の主たる定置場が所有者の住所又は所在地と同じである場合については1を○で囲み、それ以外の場

合については2の欄にその住所又は所在地を具体的に記入すること。 

  また、変更の申告の場合については、(  )内に旧主たる定置場所在の市町村名を記入すること。 

8 「長さ」、「幅」及び「最高速度」の欄は、特定原付の申告時のみ記入すること。 

9 「販売・譲渡証明書」の欄には、申告に係る原動機付自転車又は小型特殊自動車を販売又は譲渡をした者が、該当箇所の□(チェック欄)

にレを記入し、その者の住所又は所在地、氏名又は名称並びに電話番号を記入すること。なお、証明の年月日については、その販売又は譲渡

が行われた日を記入すること。 

備考 申告者・報告者にあっては、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、次に掲げる要件の

全てに該当するものでなければ、特定小型原動機付自転車に該当しないものであることに留意すること。 

  ・原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること。 

  ・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。 

  ・最高速度が20キロメートル毎時以下であること。 

第
三
十
四
号
様
式
（
第
十
六
条
関
係
）

第三十四号様式(第十六条関係) 

    軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 

      (原動機付自転車・小型特殊自動車) 

 

   令和  年  月  日 

 

市町村長 殿    

 

   つぎのとおり申告及び標識の返納をします。 

申告の理由 種 別 
  

廃 車 原動機付自転車 小型特殊自動車 

□ 廃棄 

□ 譲渡 

□ 転出 

□ 盗難・紛失 

□ その他 

(     ) 

□ 第一種 一般原付(0.05L又は0.6kW

以下) 

□ 第一種 特定原付(0.6kW以下) 

□ 第二種 乙(0.09L又は0.8kW以下) 

□ 第二種 甲(0.125L又は1.0kW以下) 

□ ミニカー 

□ 農耕作業用 

□ その他 

(      ) 標 識 番 号 

  

廃車年月日 令和  年  月  日 

納

税

(

申

告

)

義

務

者 

所

有

者 

 住 所
又は 
所在地 

〒  

主たる定置場 

 1．左記所有者の住所又は所在地と同じ 

 2． 

(フリガナ) 
 氏 名

又は 
名 称 

  車 名 型式及び年式 原動機の型式番号 

  
  型  

年式 

  

車 台 番 号 型式認定番号 総排気量又は定格出力 

生年月日 明・大・昭・平・令 年 月 日 電話番号     
  

L  

kW 

使

用

者 

 住 所
又は 
所在地 

〒  
長 さ 幅 最高速度 

cm cm km／h 

(フリガナ) 
 氏 名

又は 
名 称 

  
標識返納の有無 標識返納がない場合、その理由 

  
1．有 

2．無 

 イ．盗難   ロ．紛失   ハ．破損   ニ．その他(      ) 

 具体的に： 
生年月日 明・大・昭・平・令 年 月 日 電話番号   

届

出

者 

 住 所
又は 

所在地 

  

盗
難
届
出 

届出年月日 令和  年  月  日 被害年月日 令和  年  月  日 

届出警察署 警察署             交番・駐在所  (フリガナ) 
 氏 名

又は 
名 称 

  

  

受 理 番 号   

電話番号 
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第34号様式記載要領 

 

 1 この申告書は、原動機付自転車又は小型特殊自動車1台ごとに作成すること。 

 2 「申告の理由」及び「種別」の各欄には、該当箇所の□(チェック欄)にレを記入すること。 

 3 「廃車年月日」の欄には、納税義務が消滅した年月日を記入すること。 

 4 「納税(申告)義務者」の欄の「住所又は所在地」には、都道府県、市町村名、番地まで記入すること。 

   また、納税義務者等がビル等に入居している場合又は同居人である場合には、ビル等の名称のほかに棟号数、室番号又は○○様方のよう

に、郵便物が確実に届くように記入すること。 

 5 「納税(申告)義務者」の欄には、所有者と使用者が同じである場合は、所有者欄のみを記入すること。 

 6 「届出者」の欄には、申告に来た者が納税義務者以外の者である場合に記入すること。 

 7 「主たる定置場」の欄には、申告の際の主たる定置場が所有者の住所又は所在地と同じである場合については1を○で囲み、それ以外の

場合については2の欄にその住所又は所在地を具体的に記入すること。 

 8 「長さ」、「幅」及び「最高速度」の欄は、特定原付の申告時のみ記入すること。 

 9 「標識返納の有無」の欄には、標識の返納が有る場合には1を、また、標識の返納のない場合には2を○で囲むこと。なお、標識の返納の

ない場合については、その理由に該当する項目を○で囲み、具体的な理由を〔 〕内に記入すること。 

 10 「盗難届出」の欄には、「申告の理由」又は「標識返納がない場合、その理由」欄において「盗難」に該当する場合に、その盗難を届出

た年月日、被害年月日、届出警察署及び受理番号を記入すること。 

第
三
十
四
号
の
二
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）

（
第
十
六
条
の
二
の
四
関
係
）

第三十四号の二様式(用紙日本産業規格A4)(第十六条の二の四関係) 

  

受付印 

  ※
処

理

事

項 

整理番号 事務所 
処理

区分 
区
分 

事 業 者 コ ー ド 
申告

区分 
予 備 

  令和 年 月 日       
    

  
  

  

殿  

発 信 年 月 日 
申告年月日 

通 信 日 付 印 確認 

    
  

          

申

告

者 

住 所 又 は 所 在 地 

(電話番号                  )  

氏 名 又 は 名 称   

個人番号又は法人番号 

   ↓ 個人番号の記載に当たっては、左端を空欄とし、ここから記載してください。 

                          

 

  令和 
  

年   月分 市町村たばこ税の 
申 告 書 

修正申告書 
※ 

  
    

  
 

課 税 標 準 数 量 ①   
十億 百万 千 本 

税 額  (①×
1000

) ② 
        円 

課 税 免 除 を 受 け よ う と す る 本 数   
        本 

課 税 免 除 を 受 け よ う と す る 税 額 ③ 
        円 

返 還 控 除 を 受 け よ う と す る 本 数   
        本 

返 還 控 除 を 受 け よ う と す る 金 額 ④ 
        円 

差 引  ( ② － ③ － ④ ) ⑤ 
        円 

既に納付又は還付の確定した税額又は金額 ⑥ 
        円 

この申告により納付すべき税額又は還付を受

けようとする金額 (⑤ － ⑥) 
  

        円 

還付を受けようとする金融機関及び支払方法 

銀行            支店  
 
 
 
 口座番号(普通・当座) 

 

第34号の2様式記載要領 

 1 この申告書は、法第473条第1項の規定による申告又は法第475条第2項の規定による修

正申告をする場合に使用すること。 

 2 ※印の欄は、記載しないこと。 

 3 「個人番号又は法人番号」欄には、申告者が個人の場合は個人番号(行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人

番号をいう。)を記載し、法人の場合には法人番号(同条第15項に規定する法人番号をい

う。)を記載すること。 

 4 製造たばこの本数を記載する場合において1本未満の端数があるときは、その端数を

切り捨てること。 

 5 金額を記載する場合において記載すべき金額が赤字額となるときは、その金額の直前

の単位(けた)に△印を付すること。 

 6 「課税標準数量①」の欄は、法第469条第1項の規定により市町村たばこ税の免除を受

けようとする製造たばこについても記載すること。 

 7 「返還控除を受けようとする本数」の欄は、法第477条第1項の規定により控除を受け

ようとする場合に当該控除を受けようとする製造たばこの本数を記載し、「返還控除を

受けようとする金額④」の欄は、当該控除を受けようとする製造たばこについて納付し

た、又は納付すべき市町村たばこ税額を記載すること。 

 8 「既に納付又は還付の確定した税額又は金額⑥」の欄は、修正申告をする場合に、当

該修正申告前に行われた申告、更正又は決定により納付すること又は還付されることが

確定している税額又は金額を記載すること。 
 

第
三
十
四
号
の
二
の
二
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ

４
）
（
第
十
六
条
の
二
の
四
関
係
）

第三十四号の二の二様式(用紙日本産業規格A4)(第十六条の二の四関係) 

  
※

処

理

事

項 

整 理 番 号 事務所 
処理
区分 

区
分 

事 業 者 コ ー ド 
申告
区分 

予 備 申告年月日 
  

受付印 
  

  
令和   年   月   日   

 

 

 

市町村長殿  

                

                                                                        
発 信 年 月 日           

通信日付印 確認 

    

申

告

者 

住 所 又 は 所 在 地 
(電話番号                    ) 

氏 名 又 は 名 称   

個人番号又は法人番号 
       ↓ 個人番号の記載に当たっては、左端を空欄とし、ここから記載してください。 

                          

 

令和 

  

年 

  

月分から令和 

  

年 

  

月分までの市町村たばこ税の 
申 告 書 

修正申告書 
※ 

  
          

                                      
        

 
  令和  年  月分 令和  年  月分 令和  年  月分 3 箇 月 分 の 合 計 

課 税 標 準 数 量 ① 十億 百万 千 本 十億 百万 千 本 十億 百万 千 本   

                                                                  

税 額    (
1000

①× ) ② 
      円       円       円 

                                                                  
課 税 免 除 を 受 け よ う と す る 本 数         本       本       本 

                                                                  
課 税 免 除 を 受 け よ う と す る 税 額 ③       円       円       円 

                                                                  
返 還 控 除 を 受 け よ う と す る 本 数         本       本       本 

                                                                  
返 還 控 除 を 受 け よ う と す る 金 額 ④       円       円       円 

                                                                  
差 引   (②－③－④) ⑤       円       円       円 

                                                                  
既に納付又は還付の確定した税額又は金額 ⑥       円       円       円 

                                                                  
この申告により納付すべき税額又は還付を
受けようとする金額      (⑤－⑥) 

        円       円       円   十億 百万 千 円 

                                                                                            

還付を受けようとする金融機関及び支払方法 

銀 行            支 店         

 

 

 口座番号(普通・当座) 
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第34号の2の2様式記載要領 

 1 この申告書は、法第473条第2項の指定を受けている者が申告又は修正申告をする場合に使用すること。 

 2 この申告書は、第34号の2様式の申告書・修正申告書の記載要領に準じて記載すること。 

 3 「個人番号又は法人番号」欄には、申告者が個人の場合は個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。)を記載し、法人の場合には法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。)を記載する

こと。 

第
三
十
四
号
の
二
の
三
様
式
及
び
第
三
十
四
号
の
二
の
四

様
式
　
削
除

第
三
十
四
号
の
二
の
五
様
式
（
用
紙
縦
百
七
十
八
ミ
リ
メ

ー
ト
ル
横
八
十
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
（
第
十
六
条
の
二
の

四
関
係
）

第三十四号の二の五様式(用紙縦百七十八ミリメートル横八十五ミリメートル)(第十六条の二の四関係) 
  (

第
三
片) 

  (

第
二
片) 

  (

第
一
片) 

  市区町村コード       市区町村コード       市区町村コード     

      

  都道
府県 

市町村たばこ税領収済通知書 公   都道
府県 

市町村たばこ税納付書 公   都道
府県 

市町村たばこ税領収証書 公 

  
市町村 

  
市町村 

  
市町村 

口 座 番 号 加 入 者 口 座 番 号 加 入 者 口 座 番 号 加 入 者 

            

所在地及び氏名又は名称 所在地及び氏名又は名称 所在地及び氏名又は名称 

年 度 ※処 理 事 項 事業者コード 年 度 ※処 理 事 項 事業者コード 年 度 ※処 理 事 項 事業者コード 

                  

申 告 期 間 申 告 区 分 申 告 期 間 申 告 区 分 申 告 期 間 申 告 区 分 

年  月分(から 年 月分まで) 
決
定 

更
正 

修
正 

申
告 

年  月分(から 年 月分まで) 
決
定 

更
正 

修
正 

申
告 

年  月分(から 年 月分まで) 
決
定 

更
正 

修
正 

申
告 

  百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円   百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円   百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

税 額 01                       税 額 01                       税 額 01                       

延 滞 金 02                       延 滞 金 02                       延 滞 金 02                       

過少申告加算金 03                       過少申告加算金 03                       過少申告加算金 03                       

不 申 告 加 算 金 04                       不 申 告 加 算 金 04                       不 申 告 加 算 金 04                       

重 加 算 金 05                       重 加 算 金 05                       重 加 算 金 05                       

督 促 手 数 料 06                       督 促 手 数 料 06                       督 促 手 数 料 06                       

合 計 額 07                       合 計 額 07                       合 計 額 07                       

納 期 限   年 月 日 
領

収

日

付

印 

  納 期 限    年 月 日 
領

収

日

付

印 

  納 期 限    年 月 日 
領

収

日

付

印 

  
指 定 金 融
機 関 名 
(取りまとめ店) 

  
日 計 

       口   
       円 上記のとおり領収しました。(納

税者保管) 

 

◎この納付書は、3枚1組の複写式

となっていますので、切り離さ

ずに提出してください。 

  
取りまとめ局   

  

 上記のとおり通知します。(市町村保管)  上記のとおり納付します。(金融機関又は郵便局保管)   
 

第34号の2の5様式記載要領 

 1 この納付書は、市町村たばこ税に係る地方団体の徴収金を申告納付の方法により納付

する場合に使用すること。 

 2 各片は、1辺をのり付けその他の方法により接続するものとすること。 

 3 各片に共通する事項(あらかじめ印刷されている事項を除く。)は、複写により記載す

るものとすること。 

 4 ※印の欄は、記載しないこと。 

第
三
十
四
号
の
二
の
五
の
二
様
式
（
用
紙
縦
百
七
十
八
ミ

リ
メ
ー
ト
ル
横
八
十
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
（
第
三
十
八
条

関
係
）

第三十四号の二の五の二様式(用紙縦百七十八ミリメートル横八十五ミリメートル)(第三十八条関係) 

市区町村コード 

  

 
(

第
三
片) 

市区町村コード 

  

 
(

第
二
片) 

市区町村コード 

  

 
(

第
一
片) 

      

  
都道
府県   市町村たばこ税領収済通知書 公 eL   

都道
府県     市町村たばこ税納付書 公   

都道
府県     市町村たばこ税領収証書 公 

  市町村   市町村   市町村 

口 座 番 号 加 入 者 口 座 番 号 加 入 者 口 座 番 号 加 入 者 

            

 

 

 

所在地及び氏名又は名称 

 

 

 

 
 

 eL番号：                       eL-QR 

 

 

 

所在地及び氏名又は名称 

 

 

 

所在地及び氏名又は名称 

 eL番号： 

第三片の当該箇所
にeL-QRが印字さ
れているため、こ
の箇所は使用しな
いこと。 

  

 eL番号： 

第三片の当該箇所
にeL-QRが印字さ
れているため、こ
の箇所は使用しな
いこと。 

  

    
年 度 ※ 処 理 事 項 事 業 者 コ ー ド 年 度 ※ 処 理 事 項 事 業 者 コ ー ド 年 度 ※ 処 理 事 項 事 業 者 コ ー ド 

                  

申 告 期 間 申 告 区 分 申 告 期 間 申 告 区 分 申 告 期 間 申 告 区 分 

年  月分(から  年  月分まで) 決
定 

 更
正 

 修
正 

 申
告 

年  月分(から  年  月分まで) 決
定 

 更
正 

 修
正 

 申
告 

年  月分(から  年  月分まで) 決
定 

 更
正 

 修
正 

 申
告 

    百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円     百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円     百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

税 額 01                       税 額 01                       税 額 01                       

延 滞 金 02                       延 滞 金 02                       延 滞 金 02                       

過 少 申 告 加 算 金 03                       過 少 申 告 加 算 金 03                       過 少 申 告 加 算 金 03                       

不 申 告 加 算 金 04                       不 申 告 加 算 金 04                       不 申 告 加 算 金 04                       

重 加 算 金 05                       重 加 算 金 05                       重 加 算 金 05                       

督 促 手 数 料 06                       督 促 手 数 料 06                       督 促 手 数 料 06                         

合 計 額 07                         合 計 額 07                         合 計 額 07                         

納 期 限 年  月  日 領

収

日

付

印 

  

  

納 期 限 年  月  日 領

収

日

付

印 

  

  納 期 限 年  月  日 領

収

日

付

印 

    

指 定 金 融
機 関 名 
(取りまとめ店) 

  

日 計 
口 

  

 上記のとおり領収しました。(納税者保管) 

 

◎この納付書は、3枚1組の複写式となって
いますので、切り離さずに提出してくだ
さい。 

円 
取りまとめ局   

  
  

  

上記のとおり通知します。(市町村保管)   上記のとおり納付します。(金融機関又は郵便局保管)       
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第34号の2の5の2様式記載要領 

 1 この納付書は、市町村たばこ税に係る地方団体の徴収金を申告納付の方法により納付

する場合に使用すること。 

 2 各片は、1辺をのり付けその他の方法により接続するものとすること。 

 3 各片に共通する事項(あらかじめ印刷されている事項を除く。)は、複写により記載す

るものとすること。 

 4 ※印の欄は、記載しないこと。 

 備考 eL-QRは、第三片に記載されている「eL-QR」の上部に印字すること。 

第
三
十
四
号
の
二
の
六
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ

４
）
（
第
十
六
条
の
四
関
係
）

第三十四号の二の六様式(用紙日本産業規格A4)(第十六条の四関係) 

市町村たばこ税還付請求申告書 

  

受付印 

  ※
処

理

事

項 

整理番号 事務所 
処理

区分 
区
分 

事 業 者 コ ー ド 
申告

区分 
予 備 

  令和 年 月 日     
            

市町村長殿  

発 信 年 月 日 
申告年月日 

通 信 日 付 印 確認 

    
  

          

申

告

者 

住 所 又 は 所 在 地 

(電話番号                  )   

氏 名 又 は 名 称   

個人番号又は法人番号 

   ↓ 個人番号の記載に当たっては、左端を空欄とし、ここから記載してください。 

                          

返還に係る製 造たばこ の数量 ①    

十億 百万 千 本 

還 付 を 受 け よ う と す る 金 額 (
1000

① × ) 

        円 

還付を受けようとする金融機関及び

支払方法 

銀行            支店      
 
 
 
 口座番号(普通・当座) 

 

第34号の2の6様式記載要領 

 1 この申告書は、法第473条第4項の規定により還付を受けようとする場合に使用すること。 

 2 ※印の欄は、記載しないこと。 

 3 「個人番号又は法人番号」欄には、申告者が個人の場合は個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。)を記載し、法人の場合には法人番号(同条第15項に規定する法人番号

をいう。)を記載すること。 

 4 製造たばこの数量を記載する場合において1本未満の端数があるときは、その端数を切り捨てること。 

 5 「還付を受けようとする金額」の欄は、「返還に係る製造たばこの数量」の欄の記載に係る製造たばこについて法第477条第1

項の規定により控除を受けるべき金額に相当する金額を記載すること。 

第
三
十
四
号
の
三
様
式
及
び
第
三
十
四
号
の
四
様
式
　

削
除

第
三
十
四
号
の
五
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）

（
第
十
六
条
の
二
十
四
関
係
）

第三十四号の五様式(用紙日本産業規格A4)(第十六条の二十四関係) 

 

   受付
印 

  

  
令和  年  月  日 

 

市町村長殿 

※
処
理
事
項 

発 信 年 月 日 
          

郵 便 官 署 消 印 確 認 印 

            

納
税
義
務
者 

住所又は

所 在 地 

(電話番号) 

(電話        ) 

(ふりがな) 

氏名又は

名 称 

  

(ふりがな) 

法 人の代

表 者氏名 

  

個人番号又

は法人番号 

                            

何 に対して課する特別土地保有税の 何 申告書 

整理

番号 

土地を譲渡した者 
土地の所在 地番 地目 面積 取得年月日 

氏名又は名称 住所又は所在地(電話番号) 

    (     )     m2   

    (     )         

    (     )         

    (     )         

    (     )         

整理

番号 
取 得 の 原 因 及 び 目 的 取 得 価 額 修正取得価額 

取得価額又は修正

取得価額のいずれ

か低い額 

固定資産税又は不動産取

得税の課税標準となるべ

き価格 

    円 円 円 円 

            

            

            

            

合 計 
① ② 

上記のうち、固定資産税の課税標準となるべき価格又は不動産取得税の課税標

準となるべき価格に4／3を乗じて得た額が取得価額(修正取得価額が取得価額よ

り低い土地にあっては、当該修正取得価額)を超えるもの 

③ ④ 

課 税 標 準 額 及 び 税 額 

課税標準額 

(①－③)   ⑤ 100
⑤ ×    

⑥
 

固定資産税又は不動産取得税の課税標

準となるべき価格(②－④) ⑦ 100
⑦ ×       

⑧
 

千円 円 千円 円 

算 出 税 額 

 すでに納付の確

定した税額 

⑫ 

(⑪－⑫) 

 

⑬ 

(1) (2)に掲げるもの以外のもの 

(⑥－⑧) 

⑨ 

(2) 地方税法附則第31条の3第3項

の規定の適用を受けるもの 

(⑥－⑧)×1／3       ⑩ 

合計 

(⑨＋⑩) 

⑪ 

円 円 円 円 円 

徴収猶予を受けようとする土地 左のうち地方税法第603条の2第6項の規定によるもの 納付すべき税額 

備 考 整理

番号 
面 積 税 額 面 積 税 額 

(⑬－⑭) 

⑮ 

  
m2 円 m2 円 円 

    
  

合計   ⑭     

第34号の5様式記載要領 
 1 この申告書は、土地所在の市町村長に1通提出すること。 
 2 ※印の欄は、記載しないこと。 
 3 「個人番号又は法人番号」欄には、納税義務者の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定す
る法人番号をいう。)を記載すること。なお、個人番号を記載する場合には、左側を1文字空けて記載すること。 

 4 「何   に対して課する」は、次のように記載すること。 
  (1) 地方税法(以下「法」という。)第599条第1項第1号の特別土地保有税に係る申告の場合は、「令和  年度

分の土地」 
  (2) 法第599条第1項第2号又は第3号の特別土地保有税に係る申告の場合は、「令和  年  月  日から令

和  年  月  日までの土地の取得」 
 5 「何   申告書」は、次のように記載すること。 
  (1) 法第599条第1項の申告の場合は、記載しない。 
  (2) 法第600条第2項の申告の場合は、「修正」 
 6 「整理番号」は、土地が2以上ある場合に、一連番号を付すること。 
 7 「修正取得価額」及び「取得価額又は修正取得価額のいずれか低い金額」の欄には、法第599条第1項第1号の

特別土地保有税に係る申告の場合にのみ記載すること。この場合において、取得日が申告納付すべき日の属する
年の前年の1月2日以後である土地にあっては、「－」と記載すること。 

 8 「固定資産税又は不動産取得税の課税標準となるべき価格」の欄には、法附則第31条の3第1項の規定の適用

のある土地にあっては固定資産税に係る法附則第18条第1項から第5項までに規定する課税標準となるべき額、

法附則第31条の3第2項の規定の適用のある土地にあっては不動産取得税の課税標準となるべき価格に
2

1
を乗じ

て得た額を記載すること。 

 9 ③及び④欄は、法第599条第1項第1号又は第2号若しくは第3号の特別土地保有税に係る申告において、固定資

産税の課税標準となるべき価格又は不動産取得税の課税標準となるべき価格に
3

4
を乗じて得た額が取得価額(修

正取得価額が取得価額より低い土地にあっては、当該修正取得価額。以下同じ。)を超える土地がある場合、当

該土地に係る取得価額及び固定資産税又は不動産取得税の課税標準となるべき価格を記載すること。 

   ただし、法附則第31条の3第1項の規定の適用のある土地で固定資産税に係る法附則第18条第1項から第5項ま

でに規定する課税標準となるべき額が取得価額を超える土地がある場合には当該土地に係る取得価額及び固定

資産税に係る法附則第18条第1項から第5項までに規定する課税標準となるべき額を記載し、法附則第31条の3

第2項の規定の適用のある土地で不動産取得税の課税標準となるべき価格に
2

1
を乗じて得た額にさらに

3

4
を乗

じて得た額が取得価額を超える土地がある場合には当該土地に係る取得価額及び不動産取得税の課税標準とな

るべき価格に
2

1
を乗じて得た額を記載すること。 

 10 ⑤及び⑦欄に記載すべき金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、

その端数金額又はその全額を切り捨て、⑪欄に記載するべき金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額

が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てること。 

 11 ⑥欄には、⑤の金額に、法第599条第1項第1号の特別土地保有税に係る申告の場合は、
100

1.4
を、法第599条

第1項第2号又は第3号の特別土地保有税に係る申告の場合は、
100

3 を乗じて得た金額を記載すること。 

 12 ⑧欄には、⑦の金額に、法第599条第1項第1号の特別土地保有税に係る申告の場合は、
100

1.4
を、法第599条

第1項第2号又は第3号の特別土地保有税に係る申告の場合は、
100

4
を乗じて得た金額を記載すること。 

 13 法第599条第1項第1号の特別土地保有税に係る申告の場合(当該申告に係る全ての土地の取得日が申告納付

すべき日の属する年の前年の1月2日以後である場合を除く。)は、市町村長の定める様式により、修正取得価額

の計算に関する明細書を添付すること。 
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第
三
十
四
号
の
六
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）

（
第
十
六
条
の
二
十
四
関
係
）

第三十四号の六様式(用紙日本産業規格A4)(第十六条の二十四関係) 

 

   受付

印 

  

    非課税土地 

特例譲渡 

免除土地 

認 定 申 請 書 
  

令和   年   月   日   

市町村長殿                            

申

請

者 

住 所 又 は
所 在 地 
(電話番号) 

(電話        ) 

(ふりがな) 
氏 名 又 は
名 称 

  (ふりがな) 
法人の代
表者氏名 

  

法 人 番 号                             

 

 下記の土地について 

非 課 税 土 地 と し て 使 用 し 、 又 は 使 用 さ せ る こ と 

地方税法第602条第1項各号に規定する土地の譲渡をすること 

免 除 土 地 と し て 使 用 し 、 又 は 使 用 さ せ る こ と 

につき認定を受けたいので、申請 

します。 

土 地 の 所 在 地 番 地 目 面 積 取得年月日 
非課税土地若しくは免除土
地としての使用開始又は当
該土地の譲渡の予定年月日 

      m2     

            

            

            

            

非課税土地若しくは免除土地としての用途又は当該土地
の譲渡の目的 

備 考 

  

  

  

  

  

  

 下記の理由により法第601条第1項、法第602条第1項又は法第603条の2の2第1項の2年の期間を令和  年  月  日

まで延長されたいので、申請します。 

期間延長を
必要とする
理由 

  

 納税義務の免除に係る期間の起算日を令和  年  月  日とされたいので、申請します。 

既に受けた認定 
認 定 の 種 類 納 税 義 務 の 免 除 に 係 る 期 間 

    年  月  日から  年  月  日まで 

起算日をこの申
請書の提出の日
前の日に定める
ことが必要な理
由 

  

 

第34号の6様式 記載心得 

 1 この申請書は、地方税法(以下「法」という。)第601条第1項に規定する非課税土地

として使用し、又は使用させること、法第602条第1項各号に規定する土地の譲渡をす

ること又は法第603条の2の2第1項に規定する免除土地として使用し、又は使用させる

ことにつき市町村長の認定を受ける場合に、土地所在の市町村長に1通提出すること。 

 2 「法人番号」欄には、申請者が法人の場合は、申請者の法人番号(行政手続における

特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人

番号をいう。)を記載すること。 

 3 申請の内容に応じ、不要の文字をまっ消すること。 

 4 法第601条第1項、法第602条第1項又は法第603条の2の2第1項の2年の期間の延長を

申請しようとする者は、この申請書の「期間延長を必要とする理由」の欄にその延長

を必要とする理由を記載すること。 

 5 申請に係る土地について、既に法第601条第1項、法第602条第1項又は法第603条の2

の2第1項の規定により、納税義務の免除に係る期間が設定されている土地について、

用途を変更して新たに法第601条第1項、法第602条第1項又は法第603条の2の2第1項の

規定による徴収猶予を受けようとする者で、納税義務の免除に係る期間の起算日をこ

の申請書の提出の日前の既に設定されている納税義務の免除に係る期間内の日に設定

する必要がある者は、この申請書の「既に受けた認定」の欄及び「起算日をこの申請

書の提出の日前の日に定めることが必要な理由」の欄を記載すること。「起算日をこの

申請書の提出の日前の日に定めることが必要な理由」の欄には、この申請が法第601条

第1項に規定する非課税土地又は法第603条の2の2第1項に規定する免除土地に係るも

のである場合には、この申請に係る土地に係る事業に係る法令の規定による許可又は

計画の承認、当該土地に設置すべき建築物の建築の確認及び当該土地に係る事業の進

捗状況その他の起算日をこの申請書の提出の日前の日に定めることが必要な理由を、

この申請が法第602条第1項各号に規定する土地の譲渡に係るものである場合には、こ

の申請に係る土地に係る買い取りの協議、当該土地に係る事業に係る法令の規定によ

る許可又は認定、当該土地に係る宅地の造成の開始及びその進捗状況その他の起算日

をこの申請書の提出の日前の日に定めることが必要な理由を記載すること。 

第
三
十
四
号
の
七
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）

（
第
十
六
条
の
二
十
四
関
係
）

第三十四号の七様式(用紙日本産業規格A4)(第十六条の二十四関係) 

 

   受付

印 

  

  非課税土地 

特例譲渡  

免除土地  

確 認 申 請 書 
  

令和  年  月  日    

             市町村長殿 

申

請

者 

住所又は
所 在 地 

(電話番号) 

(電話        )   

(ふりがな) 
氏名又は
名 称 

  (ふりがな) 
法人の代
表者氏名 

  

法人番号 
                            

 

 下記の土地について 
非 課 税 土 地 と し て 使 用 開 始 
地方税法第602条第1項各号に規定する土地の譲渡 
免 除 土 地 と し て 使 用 開 始 

をしたので、その 

確認を申請します。 

土 地 の 所 在 地 番 地 目 面 積 

非課税土地若しくは
免除土地として使用
開始又は当該土地の
譲渡をした年月日 

納税義務の免除に係る

期間 

      
m2 

  
令和 年 月 日から 
令和 年 月 日まで 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

納 税 義 務 の 免 除 に 係 る 税 額 備 考 

法第596
条第2号
の税額 

法第596条第1号の税額 
合 計 

  令和 年度分 令和 年度分 令和 年度分 

円 円 円 円 円 

第34号の7様式記載心得 
 1 この申請書は、地方税法(以下「法」という。)第601条第1項に規定する非課税土地として使

用が開始されたこと、法第602条第1項各号に規定する土地の譲渡があったこと又は法第603条
の2の2第1項に規定する免除土地として使用が開始されたことにつき、市町村長の確認を受け
る場合に、土地所在の市町村長に1通提出すること。 

 2 「法人番号」欄には、申請者が法人の場合は、申請者の法人番号(行政手続における特定の
個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号をいう。)を
記載すること。 

 3 申請の内容に応じ、不要の文字を抹消すること。 
 4 納税義務の免除に係る税額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満である

ときは、その端数金額又はその金額を切り捨てること。 

第
三
十
四
号
の
八
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）

（
第
十
六
条
の
二
十
四
関
係
）

第三十四号の八様式(用紙日本産業規格A4)(第十六条の二十四関係) 

 

   受付

印 

  

      納税義務の免除に係る期間の延長申請書 

  
令和   年   月   日 

            市町村長殿 

申

請

者 

住 所 又 は
所 在 地 
(電話番号) 

(電話       )   

(ふりがな) 
氏 名 又 は
名 称 

  (ふりがな) 
法人の代
表者氏名 

  

法 人 番 号 
                            

令和 年 月 日付で認定のあつた下記の土地についての納税義務の免除に係る期間の延長につ 

いて、 

地方税法第601条第2項 

地方税法第602条第2項において準用する同法第601条第2項 

地方税法第603条の2の2第2項において準用する同法第601条第2項 

の規定に基づいて申 

請します。 

土 地 の 所 在 地 番 地 目 面 積 すでに認定のあつた期間 延長を必要とする期間 

      
m2 令和 年 月 日から 

令和 年 月 日まで 
令和 年 月 日から 
令和 年 月 日まで 

            

            

            

            

期間延長

を必要と

する理由 

  

備 考   

(備考)1 この申請書は、地方税法(以下「法」という。)第601条第2項又は第602条第2項及び第603
条の2の2第2項において準用する法第601条第2項に規定する災害その他やむを得ない理由
により、納税義務の免除に係る期間の延長を申請する場合に、土地所在の市町村長に1通
提出すること。 

   2 「法人番号」欄には、申請者が法人の場合は、申請者の法人番号(行政手続における特
定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号を
いう。)を記載すること。 
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第
三
十
四
号
の
九
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）

（
第
十
六
条
の
二
十
四
関
係
）

第三十四号の九様式(用紙日本産業規格A4)(第十六条の二十四関係) 

 

   受付

印 

  

  

     徴 収 猶 予 申 告 書   

令和    年    月    日   

            市町村長殿 

申

告

者 

住 所 又 は
所 在 地 
(電話番号) 

(電話          )   

(ふりがな) 
氏名又は
名 称 

   
(ふりがな) 
法人の
代表者
氏 名 

  

法 人 番 号 
                            

 
 下記の土地について地方税法第603条第1項又は第2項の規定の適用を受けたいので、同条
第3項の規定に基づき申告します。 
 

土 地 の 所 在 地 番 地 目 面 積 取 得 の 原 因 

      m2   

          

          

          

          

取得年月日 取得価額 
免除の対象となる特別土地保有税 

備 考 
法第 6 0 3条第1項 法第603条第2項 

  円 
令和 年度分から 
令和 年度分まで 

令和 年度分   

          

          

          

          

(備考)1 この申告書は、地方税法(以下「法」という。)第603条第1項及び第2項の規定の

適用を受けようとする場合に、土地所在の市町村長に1通提出すること。 

   2 「法人番号」欄には、申告者が法人の場合は、申告者の法人番号(行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定す

る法人番号をいう。)を記載すること。 

   3 法第603条第1項又は第2項いずれか1のみに該当する場合は、不要の文字をまっ消

すること。 

第
三
十
四
号
の
十
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）

（
第
十
六
条
の
二
十
四
関
係
）

第三十四号の十様式(用紙日本産業規格A4)(第十六条の二十四関係) 

 

   受付

印 

  

       免 除 認 定 申 請 書 

令和   年   月   日     

                市町村長殿 

申

請

者 

住 所 又 は
所 在 地 
(電話番号) 

(電話           )   

(ふりがな) 
氏 名 又 は
名 称 

  
(ふりがな) 
法 人 の
代表者氏名 

  

法 人 番 号                             

 

  下記の土地について地方税法第603条の2第1項の認定を受けたいので、申請します。 

 

整理

番号 
土 地 の 所 在 地番 地目 面積 税額 

 土地の取
得年月日 

免 除対象土 地
と しての使 用
開始年月 

        m2 円     

                

整理

番号 

建物、建築物又は施設の利用の状況 他 の 法 令 に よ る 許

認 可 の 状 況 及 び そ

の年月日 構造又は整備状況 利 用 状 況 管 理 状 況 

          

          

第34号の10様式記載心得 
 1 この申請書は、地方税法(以下「法」という。)第603条の2第1項の認定を受けようと

する場合に、土地所在の市町村長に1通提出すること。ただし、既に同項の認定又は法
第603条の2の2第1項の確認を受けた土地について、当該認定又は確認に係る事情に変更
のないときは、提出を要しないものであること。 

 2 「法人番号」欄には、申請者が法人の場合は、申請者の法人番号(行政手続における
特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番
号をいう。)を記載すること。 

 3 建物、構築物又は施設の利用の状況欄の記載方法は、次によること。 
  (1) 構造又は整備状況の欄には、建物又は構築物にあってはその構造、工法及び建築

面積等を、施設にあってはその構成要素となつている建物その他の工作物の設置状
況及び面積等を記載すること。 

  (2) 利用状況の欄には、建物又は構築物にあってはその用途及び今後の利用の予定等
を、施設にあってはその用途、使用頻度及び今後の利用の予定等を記載すること。 

  (3) 管理状況の欄には、施設について管理人の有無、管理施設の設置状況等を記載す
ること。 

 4 他の法令による許認可等の状況の欄には、建物、構築物又は施設の設置に係る都市計
画法、建築基準法等の許可、確認等の状況及び土地の取得に係る国土利用計画法等の許
可、確認等の状況について記載すること。 

第
三
十
四
号
の
十
一
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）

（
第
十
六
条
の
二
十
九
関
係
）

第三十四号の十一様式(用紙日本産業規格A4)(第十六条の二十九関係) 
 

   受付

印 

  

    ※
処
理
事
項 

発 信 年 月 日 
        

令和   年   月   日  
 

市町村長殿  

通 信 日 付 印 確認印 

            

納
税
義
務
者 

住 所 又 は
所 在 地 
(電話番号) 

(電話         )  

(ふりがな) 
氏 名 又 は
名 称 

  (ふりがな) 
法人の代
表者氏名 

  

個人番号又
は法人番号 

                            

遊休土地に対して課する特別土地保有税の 何 申告書 

遊休土地転換利用促進
地区の所在及び面積 

所 在 面 積 所 在 面 積 

  m2   m2 

 

整理

番号 
遊 休 土 地
の 所 在 

地 番 地 目 面 積 時 価 取得価額 課税標準 
 固定資産税の
課税標準とな
るべき価格   

  特別土地
保有税の
税額    

Ⅰ 

      
m2 

(   ) 

  

円 
(    ) 

  

円 
(      ) 

円 
(      ) 

      
(   ) (    ) (      ) (      ) 

      
(   ) (    ) (      ) (      ) 

    
円 

  
円 

    

Ⅱ 

      
(   ) 

  

(    ) 

  

(      ) (      ) 

      
(   ) (    ) (      ) (      ) 

      
(   ) (    ) (      ) (      ) 

              

合 計       
① ② ③ 

課 税 標 準 額 及 び 税 額 

課 税 標 準 額 

① 
100

1.4
①×  

④ 

固定資産税の課税標準となるべ
き価格 

② 

  
100

1.4
②×  

⑤ 

千円 円 千円 円 

特別土地保有税の税額 

③ 

算 出 税 額 
④－(⑤＋③) 

⑥ 
すでに納付の確定した税額  

⑦ 
(⑥－⑦) 

⑧ 

円 円 円 円 

徴収猶予を受けようとする土地 納 付 す べ き 税 額 

⑧－⑨   
備 考 整 理

番 号 
面 積 税 額 

  
m2 円 円 

  
  合計   ⑨ 

 

第34号の11様式記載心得 

 1 この申告書は、地方税法(以下「法」という。)第621条に規定する遊休土地(以下「遊

休土地」という。)所在の市町村長に1通提出すること。 

 2 ※の欄は記載しないこと。 

 3 「個人番号又は法人番号」欄には、納税義務者の個人番号(行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をい

う。以下同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。)を記載するこ

と。なお、個人番号を記載する場合には、左側を1文字空けて記載すること。 

 4 「何 申告書」は、次のように記載すること。 

  (1) 法第625条第1項の申告の場合は、記載しない。 

  (2) 法第627条において準用する法第600条第2項の申告の場合は、「修正」 

 5 「整理番号」は、遊休土地が2以上ある場合に、一連番号を付すること。 

 6 「取得価額」は、取得価額が異なる土地がある場合には、地番ごとに記載すること。

(ただし、これらのうち、取得価額が同一のものについては、一括して記載してさしつ

かえないこと。) 

 7 「特別土地保有税の税額」は、遊休土地である土地のうちに土地に対して課する特

別土地保有税が課される土地がある場合に、法第596条に規定する法第599条第1項第1

号の特別土地保有税の税額を記載すること。 

 8 ①及び②欄に記載すべき金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000

円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨て、⑥欄に記載すべき金額に

100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額

又はその全額を切り捨てること。 
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第
三
十
四
号
の
十
二
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）

（
第
十
六
条
の
二
十
九
関
係
）

第三十四号の十二様式(用紙日本産業規格A4)(第十六条の二十九関係) 

 

  受 付

印 

  

  

           免 除 認 定 申 請 書 

  

令和  年  月  日   
 
                    市町村長殿 

申

請

者 

住所又は
所 在 地 
(電話番号) 

(電話        )   

(ふりがな) 
氏名又は
名 称 

  (ふりがな) 
法人の代
表者氏名 

  

法人番号 
                            

  下記の遊休土地について地方税法第629条第1項の認定を受けたいので、申請します。 

整 理

番 号 
遊 休 土 地 の 所 在 地 番 地 目 面 積 税 額 

  

      
m2 

(       ) 
  

      
(       ) 

      
(       ) 

    
円 

 

法第629条第1項第1号

に該当する場合 

利 用 の 状 況 

  

法第629条第1項第2号

に該当する場合 

都市計画法第17条第4項の規定による意見聴取の状況 

  

第34号の12様式記載心得 
 1 この申請書は、地方税法第629条第1項の認定を受けようとする場合に、遊休土地所在の市町村長に1通提出す

ること。 
 ただし、既に同項の認定を受けた特別土地保有税について、当該認定に係る事情に変更のないときは、提出を

要しないものであること。 
 2 「法人番号」欄には、申請者が法人の場合は、申請者の法人番号(行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号をいう。)を記載すること。 
 3 「利用の状況」の欄には、当該遊休土地が遊休土地転換利用促進地区の区域外とならない理由もあわせて記

載すること。 
 4 「都市計画法第17条第4項の規定による意見聴取の状況」の欄には、意見聴取年月日及び聴取された意見の内

容について記載すること。 
 5 「利用の状況」及び「都市計画法第17条第4項の規定による意見聴取の状況」の欄に記載した事項については、

当該事項についての事実を証する書類を添付すること。 

第
三
十
五
号
様
式
か
ら
第
四
十
三
号
の
十
八
様
式
ま
で
　

削
除

第
四
十
四
号
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
二

十
四
条
の
二
十
九
関
係
）

第四十四号様式(用紙日本産業規格A4)(第二十四条の二十九関係) 

 

  受 付

印 

令和   年   月   日 

 

 

 

市長殿 

※
処
理
事
項 

  発 信 年 月 日  整 理 番 号 事 務 所 区 分 管 理 番 号 申告区分 
通 信 日 付 印 確 認           
    

申 告 年 月 日 令和   年   月   日 

(フリガナ) 
氏 名 又 は
名 称 

  

住 所

又は

所在地 

本店 

〒 (電話         )  
事 業 種 目 

  

個人番号又は
法 人 番 号 

  資本金の額又

は出資金の額 

 兆   十億   百万 千円 

                          
(フリガナ) 

法 人 の 代
表 者 氏 名 

  

支店 
〒 (電話         )          

所轄税務署名 税務署 

  この申告に

応答する者

の氏名 

(電話          ) 

令和   年   月   日から令和   年   月   日までの 
事業年度又

は課税期間 
の事業所税の        申告書 

                        
    

資

産

割 

事 業 所

床 面 積

 

算定期間を通じて使用された事業

所床面積 
①  

  m2 

従

業

者

割 

従 業 者 給 与 総 額 ⑫ 
十億   百万   千   円 

              
算定期間の中途において新設又は

廃止された事業所床面積 
②  

  m2 
非課税に係る従業者給与総額 ⑬ 

円 

              

非課税に係る

事業所床面積

 

① に 係 る 非 課 税 床 面 積 ③  
  m2 

控除従業者給与総額 ⑭ 
円 

              

② に 係 る 非 課 税 床 面 積 ④  
  m2 課税標準となる従業者給与

総額    (⑫－⑬－⑭) 
⑮ 

円 
0 0 0   

              

控除事業所

床 面 積

 

① に 係 る 控 除 床 面 積 ⑤  
  m2 

従業者割額  (
100

0.25
×⑮ ) ⑯ 

円 

              

② に 係 る 控 除 床 面 積 ⑥  
  m2 

既に納付の確定した従業者割額 ⑰ 
円 

              

課税標準と

なる事業所

床 面 積
 

①に係る課税標準となる

床面積(①－③－⑤)  
⑦  

  m2 資産割額と従業者割額の合計額 

(⑩＋⑯)   
⑱ 

円 
0 0   

              

②に係る課税標準となる床面積 ⑧  
  m2 既に納付の確定した事業所税額 

(⑪＋⑰)   
⑲ 

円 
0 0   

              

課税標準となる床面積合計(⑦＋⑧) ⑨  
  m2 この申告により納付すべき事業所

税額        (⑱－⑲) 
⑳ 

円 
0 0   

              

資 産 割 額 (⑨×600円) ⑩  
十億    百万    千   円 備

考 

  

        

既 に 納 付 の 確 定 し た 資 産 割 額 ⑪  
円 関 与 税 理

士 氏 名 
  (電話            )  

         

第44号様式記載要領 

 1 この申告書は、事務所又は事業所(以下「事業所等」という。)所在地の市長に1通提出すること。 

 2 ※印の欄は記載しないこと。 

 3 「個人番号又は法人番号」欄には、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規

定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。)を記載すること。なお、個人番号を記載する

場合には、左側を1文字空けて記載すること。 

 4 「法人の代表者氏名」の欄は、この申告書の作成時における法人の業務を主宰している者が記名すること。 

 5 「住所又は所在地」の欄は、本店の所在地及び  市の区域内の事業所等が支店の場合は主たる支店の所在地を併記すること。 

 6 「事業種目」の欄は、事業の種類を具体的に、例えば「電気器具製造業」と記載すること。 

   なお、2以上の事業を行う場合にはそれぞれの事業を記載し、主たる事業に○印を付すること。 

 7 「資本金の額又は出資金の額」の欄は、期末現在における資本金の額又は出資金の額を記載すること。 

 8 「事業所税の  申告書」は、次により記載すること。 

  (1) 法第701条の46又は法第701条の47の申告の場合は、記載しない。 

  (2) 法第701条の49の申告の場合は、「修正」 

 9 ①及び②の欄は、別表1(事業所等明細書)の「1 算定期間を通じて使用された事業所等」又は「2 算定期間の中途において新設又は廃

止された事業所等」に係る事業所床面積の合計で①又は②に対応するそれぞれの数値を記載すること。 

 10 ③及び④の欄は、別表2(非課税明細書)のアの合計(事業所等が2以上の場合はこれらの合計とする。)で③又は④に対応するそれぞれの

数値を記載すること。 

 11 ⑤及び⑥の欄は、別表3(課税標準の特例明細書)のウの合計(事業所等が2以上の場合はこれらの合計とする。)で⑤又は⑥に対応するそ

れぞれの数値を記載すること。 

 12 ⑦の欄は、課税標準の算定期間(以下「算定期間」という。)が12月に満たない場合は(①－③－⑤)の床面積に
12

算定期間の月数
を乗じて

得た床面積の合計を記載すること。 

 13 ⑧の欄は、次に掲げる事業所等に応じ、それぞれに対応する(②－④－⑥)の床面積(算定期間が12月に満たない場合は
12

算定期間の月数
を

乗じて得た床面積とする。)にそれぞれ次に掲げる割合を乗じて得た床面積を記載すること。 

  (1) 算定期間の中途において新設された事業所等((3)を除く。) 

     
算定期間の月数

数日の属する月までの月翌月から算定期間の末新設の日の属する月の
 

  (2) 算定期間の中途において廃止された事業所等((3)を除く。) 

     
算定期間の月数

月数の日の属する月までの属する月から当該廃止算定期間の開始の日の
 

  (3) 算定期間の中途において新設され、かつ、廃止された事業所等 

     
算定期間の月数

の属する月までの月数翌月から当該廃止の日新設の日の属する月の
 

 14 ⑫の欄は、別表1の従業者給与総額オの合計を記載すること。 

 15 ⑬の欄は、別表2の非課税従業者給与総額ウの合計を記載すること。 

 16 ⑭の欄は、別表3の控除従業者給与総額カの合計を記載すること。 

 17 ⑮の欄は、課税標準となる従業者給与総額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てること。 

 18 ⑱及び⑲の欄は、資産割及び従業者割の合計の税額に100円未満の端数が生じた場合は、切り捨てること。 
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第
四
十
四
号
様
式
別
表
一
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）

（
第
二
十
四
条
の
二
十
九
関
係
）

第四十四号様式別表一(用紙日本産業規格A4)(第二十四条の二十九関係) 

事 業 所 等 明 細 書 
明 細 区 分 の 別 

算
定
期
間 

    年  月  日から 

 

    年  月  日まで 

※ 
処理
事項 

整 理 番 号 事務所 区分 管 理 番 号 申告区分 

1 算定期間を通じて使用さ

れた事業所等 

2 算定期間の中途において

新設又は廃止された事業所

等 

          

氏 名 又 は
名 称 

  

個人番号又
は法人番号 

  

                          
※ 

処理事項 

明
細
区
分 

事業所等の名称 所在地及びビル名 資 産 割 従 業 者 割 

専 用 床 面 積 ア 事業所床面積 

(ア＋イ)ウ 

使用した期間 (年月日 ) 従業者数 

エ 

従業者給与総額 

オ 事業所用家屋の所有者 住所・氏名 共 用 床 面 積 イ 同 上 の 月 数 

  
1 
2 
計 

      m2 

  

m2 ・   ・   から 

・   ・   まで 

人 十億  百万  千  円 

      
    m2 

月                         

  
1 
2 
計 

      m2 
  

m2 ・   ・   から 

・   ・   まで 

人 円 

      
    m2 

月                         

  
1 
2 
計 

      m2 
  

m2 ・   ・   から 

・   ・   まで 

人 円 

      
    m2 

月                         

  
1 
2 
計 

      m2 

  

m2 ・   ・   から 

・   ・   まで 

人 円 

      
    m2 

月                         

  
1 
2 
計 

      m2 

  

m2 ・   ・   から 

・   ・   まで 

人 円 

      
    m2 

月                         

  
1 
2 
計 

      m2 

  

m2 ・   ・   から 

・   ・   まで 

人 円 

      
    m2 

月                         

  
1 
2 
計 

      m2 

  

m2 ・   ・   から 

・   ・   まで 

人 円 

      
    m2 

月                         

  
1 
2 
計 

      m2 
  

m2 ・   ・   から 

・   ・   まで 

人 円 

      
    m2 

月                          

第44号様式別表1記載要領 

 1 この明細書は、第44号様式の申告書に添付すること。 

 2 ※印の欄は記載しないこと。 

 3 「個人番号又は法人番号」欄には、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番

号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。)を記載すること。なお、個人番号を記載する場合には、左側を1文字空け

て記載すること。 

 4 「算定期間」の欄は、課税標準の算定期間(以下「算定期間」という。)を記載すること。 

 5 「明細区分」の欄は、次により記載すること。 

  (1) 1は、事業所等が算定期間を通じて使用されたものをいい、2は、事業所等が算定期間の中途において新設又は廃止されたものをいうものであるこ

と。また、計は、1又は2のそれぞれの合計をいうものであること。 

  (2) (1)の区分に従つて、該当する項目に○印を付すること。 

  (3) 記載に当たつては、まず明細区分1の事業所等から記載し、次に1の合計、そして明細区分2の事業所等、2の合計の順に記載していくこと(「専用

床面積ア」及び「共用床面積イ」の合計は、記載する必要のないものであること。)。 

  (4) 一の用紙に記載される事業所等の全部が1又は2である場合には、上記(2)及び(3)の記載の例によらずに、「明細区分の別」の欄中の該当する数字

に○印を付せば足りるものであること。 

 6 「専用床面積ア」の欄は、期末又は廃止の日現在における専用に係る事業所等の用に供する部分の延べ面積(1平方メートルの100分の1未満は切り捨

てること。以下同様とする。)を記載すること。 

 7 「共用床面積イ」の欄は、専用床面積に対応する第44号様式別表4の⑥の共用床面積を記載すること。 

 8 「事業所床面積ウ」の欄は、「専用床面積ア」と「共用床面積イ」の合計を記載すること。 

   なお、事業所用家屋の全部を専用している場合等で共用床面積がない場合は、この欄のみ記載すれば足りるものであること。 

 9 「使用した期間」及び「同上の月数」の欄は、事業所等が算定期間を通じて使用されたものである場合は記載の必要がないものであること。 

 10 「同上の月数」の欄は、次により記載すること。 

  (1) 算定期間の中途において新設された事業所等((3)を除く。) 

    当該新設の日の属する月の翌月から算定期間の末日の属する月までの月数 

  (2) 算定期間の中途において廃止された事業所等((3)を除く。) 

    当該算定期間の開始の日の属する月から当該廃止の日の属する月までの月数 

  (3) 算定期間の中途において新設され、かつ、廃止された事業所等 

    当該新設の日の属する月の翌月から当該廃止の日の属する月までの月数 

 11 「従業者数エ」の欄は、期末又は廃止の日現在における従業者数(地方税法第701条の31第1項第5号において従業者から除かれる者を含む。)を記載

すること。ただし、当該算定期間に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの

数値に2を乗じて得た数値を超える場合は、当該算定期間の各月の末日現在における従業者数の合計を当該算定期間の月数で除して得た数値を記載する

こと。 

   なお、この場合は、各月の末日現在の従業者数の明細を添付すること。 

 12 「従業者給与総額オ」の欄は、算定期間中に支払われた給与等の総額を記載すること。 
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第四十四号様式別表二(用紙日本産業規格A4)(第二十四条の二十九関係) 

非 課 税 明 細 書 

算
定
期
間 

    年  月  日から 

 

    年  月  日まで 

※ 
処理
事項 

整 理 番 号 事務所 区分 管 理 番 号 申告区分 

          

氏 名 又 は
名 称 

  

個人番号又
は法人番号 

  

                          
※ 事業所等の名称   事業所等の所在地   

   非 課 税 の 内 訳 
資 産 割 従 業 者 割 

非課税床面積  ア 非課税従業者数 イ 非 課 税 従 業 者 給 与 総 額  ウ 

 法第701条の34第    項第    号該当   m2 人 十億   百万   千   円 

                  

 法第701条の34第    項第    号該当   m2 人 円 

                  
 法第701条の34第    項第    号該当   m2 人 円 

                  

    m2 人 円 

                  

 障 害 者 ・  歳 以 上 の 従 業 者   人 円 

            

     合 計   m2 人 円 

                  
※ 事業所等の名称   事業所等の所在地   

   非 課 税 の 内 訳 
資 産 割 従 業 者 割 

非課税床面積  ア 非課税従業者数 イ 非 課 税 従 業 者 給 与 総 額  ウ 

 法第701条の34第    項第    号該当   m2 人 十億   百万   千   円 

                  
 法第701条の34第    項第    号該当   m2 人 円 

                  

 法第701条の34第    項第    号該当   m2 人 円 

                  

    m2 人 円 

                  

 障 害 者 ・  歳 以 上 の 従 業 者   人 円 

            

     合 計   m2 人 円 

                  

 非 課 税 事 業 所 床 面 積 等 の 合 計   m2 人 円 

                  
 

第44号様式別表2記載要領 

 1 この明細書は、地方税法(以下「法」という。)第701条の34又は法附則第32条の3若しくは第32条の4(事業所税の非課税の範囲)の規定の

適用がある場合(法第701条の31第1項第5号において従業者から除かれる者がある場合を含む。)に第44号様式の申告書に添付すること。 

 2 ※印の欄は記載しないこと。 

 3 「個人番号又は法人番号」欄には、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規

定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。)を記載すること。なお、個人番号を記載する

場合には、左側を1文字空けて記載すること。 

 4 「算定期間」の欄は、課税標準の算定期間(以下「算定期間」という。)を記載すること。 

 5 アの欄は、該当項目ごとにそれぞれの床面積(1平方メートルの100分の1未満は切り捨てること。)を記載すること。ただし、事業所等の

用に供する部分に係る共同の用に供する部分がある場合(別表4の共用部分の計算書が添付される場合)は、共同の用に供する部分の床面積

に係る非課税床面積については記載しないこと。 

 6 イの欄は、期末又は廃止の日現在における非課税に係る従業者数(法第701条の31第1項第5号において従業者から除かれる者を含む。)

を該当項目ごとに記載すること。 

 7 ウの欄は、算定期間中に支払われた給与等の額のうち非課税に係る給与等の額を該当項目ごとに記載すること。 
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第四十四号様式別表三(用紙日本産業規格A4)(第二十四条の二十九関係) 

課 税 標 準 の 特 例 明 細 書 

算
定
期
間 

    年  月  日から 
 
    年  月  日まで 

※
処理
事項 

整理番号 事務所 区分 管理番号 申告区分 

          

氏 名 又 は
名 称 

  

個人番号又
は法人番号 

  

                          
※ 事業所等の名称   事業所等の所在地   

課 税 標 準 の 特 例 内 訳 

資 産 割 従 業 者 割 

課税標準の特例適用

対象床面積   ア 

控除割

合 イ 

控除事業所床面積 

( ア ×イ )  ウ 

課税標準の特例適用対

象従業者給与総額 エ 

控除割

合 オ 

控除従業者給与総額 

( エ ×オ )   カ 

法第701条の41 
  第   項第   号該当 

  m2 
―   m2 十億 百万 千 円 

― 
十億 百万 千 円 

                            
法第701条の41 
  第   項第   号該当 

  m2 
―   m2 円 

― 
円 

                            

    m2 
―   m2 円 

― 
円 

                            

雇 用 改 善 助 成 対 象 者   
円 

2

1
 

円 

                

合 計   m2 
    m2 円 

  
円 

                            
※ 事業所等の名称   事業所等の所在地   

課 税 標 準 の 特 例 内 訳 

資 産 割 従 業 者 割 

課税標準の特例適用

対象床面積   ア 

控除割

合 イ 

控除事業所床面積 

( ア ×イ )  ウ 

課税標準の特例適用対

象従業者給与総額 エ 

控除割

合 オ 

控除従業者給与総額 

( エ ×オ )   カ 

法第701条の41 
  第   項第   号該当 

  m2 
―   m2 十億 百万 千 円 

― 
十億 百万 千 円 

                            
法第701条の41 
  第   項第   号該当 

  m2 
―   m2 円 

― 
円 

                            

    m2 
―   m2 円 

― 
円 

                            

雇 用 改 善 助 成 対 象 者   
円 

2

1
 

円 

                

合 計   m2 
    m2 円 

  
円 

                            

控 除 事 業 所 床 面 積 の 合 計   m2 
控除従業者給与総額の合計 

円 

              
 

第44号様式別表3記載要領 

 1 この明細書は、地方税法(以下「法」という。)第701条の41又は附則第33条(事業所税の課税標準の特例)の規定の適用がある場合(法第7

01条の31第1項第5号に規定する雇用改善助成対象者がある場合を含む。)に第44号様式の申告書に添付すること。 

 2 ※印の欄は記載しないこと。 

 3 「個人番号又は法人番号」欄には、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定

する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。)を記載すること。なお、個人番号を記載する場合

には、左側を1文字空けて記載すること。 

 4 「算定期間」の欄は、課税標準の算定期間(以下「算定期間」という。)を記載すること。 

 5 アの欄は、期末又は廃止の日現在における課税標準の特例に係る床面積(イの控除割合による控除前の床面積を1平方メートルの100分の1

未満を切り捨てて記載すること。)を該当項目ごとにそれぞれ記載すること。 

   なお、法第701条の41第1項及び第2項並びに附則第33条第1項から第6項までの規定のうち2以上の規定の適用がある場合には、これらの規

定の適用を受けるウの欄の「控除床面積」を控除した後の床面積を記載すること。 

 6 エの欄は、算定期間中に支払われた従業者給与総額のうち課税標準の特例に係る給与等の額(オの控除割合による控除前の給与等の額)を

該当項目ごとにそれぞれ記載すること。 
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第四十四号様式別表四(用紙日本産業規格A4)(第二十四条の二十九関係) 

共 用 部 分 の 計 算 書 

算
定
期
間 

    年  月  日から 

    年  月  日まで 

※ 
処理
事項 

整 理 番 号 事務所 区分 管 理 番 号 申告区分 

          

氏 名 又 は

名 称 
  

個人番号又

は法人番号 
  

                          
※ 事業所等の名称   事業所等の所在地   

専 用 部 分 の 延 べ 面 積 ①   
m2 

       ③ の 内 訳 ⑦ 

      

①のうち当該事業所部分の延べ面積 ②   
m2 

消 防 設 備 等 に 係 る 共 用 床 面 積 ア   
m2 

            

非課税に係る共用床面積 ③   
m2 

防 災 に 関 す る 設 備 等 

全部が非課税となる共用床面積 イ   
m2 

            

③以外の共用床面積 ④   
m2 

2分の1が非課税となる共用床面積 ウ (× 2

1
) 

m2 

            

共用床面積の合計 (③＋④) ⑤   
m2 

ア ～ ウ 以 外 の 非 課 税 に 係 る 共 用 床 面 積 エ   
m2 

            

事業所床面積となる共用床面積 
①

②
④ ×  ⑥   

m2 
    合 計 (ア～エ) オ   

m2 

            
※ 事業所等の名称   事業所等の所在地   

専 用 部 分 の 延 べ 面 積 ①   
m2 

       ③ の 内 訳 ⑦ 

      

①のうち当該事業所部分の延べ面積 ②   
m2 

消 防 設 備 等 に 係 る 共 用 床 面 積 ア   
m2 

            

非課税に係る共用床面積 ③   
m2 

防 災 に 関 す る 設 備 等 

全部が非課税となる共用床面積 イ   
m2 

            

③ 以 外 の 共 用 床 面 積 ④   
m2 

2分の1が非課税となる共用床面積 ウ (× 2

1
) 

m2 

            

共用床面積の合計 (③＋④) ⑤   
m2 

ア ～ ウ 以 外 の 非 課 税 に 係 る 共 用 床 面 積 エ   
m2 

            

事業所床面積となる共用床面積 
①

②
④ ×  ⑥   

m2 
    合 計 (ア～エ) オ   

m2 

            
 

第44号様式別表4記載要領 

 1 この計算書は、事業所用家屋である家屋に事業所等の用に供する部分(以下「事業所部分」という。)に係る共同の用に供する部分(以下

「共用部分」という。)がある場合に第44号様式別表1に添付すること。 

   したがつて、一の事業所等が家屋全体を専用している場合又は家屋の一部を専用しているが共用部分がない場合は、添付の必要がないも

のであること。 

 2 ※印の欄は記載しないこと。 

 3 「個人番号又は法人番号」欄には、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規

定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。)を記載すること。なお、個人番号を記載する

場合には、左側を1文字空けて記載すること。 

 4 ①の欄は、共用部分以外の部分(以下「専用部分」という。)で⑤の欄の共用部分に関連を有する専用部分の延べ面積(1平方メートルの

100分の1未満は切り捨てること。以下同様とする。)を記載すること。 

 5 ②の欄は、①の専用部分の延べ面積のうち、この申告書に係る事業所部分の延べ面積(以下「専用床面積」という。)を記載すること。 

   なお、この専用床面積は、第44号様式別表1の「専用床面積ア」の欄と一致するものであること。 

 6 ③の欄は、オの欄の数値を記載すること。 

 7 ⑦の欄は、次により記載すること。ただし、ア、イ及びウの欄は、特定防火対象物である事業所等について記載すること。 

  (1) アの欄は、共用部分の床面積(以下「共用床面積」という。)のうち、地方税法施行令(以下「政令」という。)第56条の43第2項に掲

げる消防設備等に係る床面積を記載すること。 

  (2) イの欄は、共用床面積のうち政令第56条の43第3項第1号イ、第4号及び第5号イに掲げる避難階段等に係る床面積を記載すること。 

  (3) ウの欄は、共用床面積のうち政令第56条の43第3項第1号ロ、第2号、第3号及び第5号ロに掲げる設備等に係る床面積に2分の1を乗

じて得た面積を記載すること。 

  (4) エの欄は、共用床面積のうち、ア、イ及びウ以外の非課税に係る共用床面積を記載すること。 

  (5) ア～オに記載がある場合は、別表2に準じて、該当項目ごとにそれぞれの床面積を記載した明細を添付すること。 
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第
四
十
五
号
様
式
か
ら
第
四
十
八
号
様
式
ま
で
　
削
除

第
四
十
九
号
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
附
則

第
八
条
の
九
関
係
）

第四十九号様式(用紙日本産業規格A4)(附則第八条の九関係) 

  受付
印 

  

  非 課 税 土 地 等 予 定 地 認 定 申 請 書        

令和  年  月  日   

           市町村長 殿 

  

(

譲
渡
者) 

申

請

者 

住 所 又 は

所 在 地 

(電話番号 ) 

(電話         )    

(ふりがな ) 

氏 名

又 は 名 称 

  (ふりがな) 

法人の代

表者氏名 

  

法 人 番 号 

                            

 

  下記の土地について地方税法附則 

第31条の3の2第1

項 

第31条の3の3第1

項 

に規定する非課税土地として使用し、若しくは使用させる 

予定であること、同項に規定する特例譲渡をする予定であること又は同項に規定する免除土地として使用し、若し

くは使用させる予定であることにつき認定を受けたいので、申請します。 

土 地 の 所 在 及 び

地 番 

地目 面積 

所 有 者 (譲受者) 譲 渡

年月日 

非課税土地と

しての使用開

始、特例譲渡

又は免除土地

としての使用

開始の予定年

月日 

非課税土地としての用

途、特例譲渡の目的又は

免除土地としての用途 

備 考 

氏名又は名称 
住所又は所在地 

(電話番号) 

    m2     ( )         

          ( )         

          ( )         

          ( )         

          ( )         
 

  下記の理由により法附則 

第31条の3の2第1項 

第31条の3の3第1項 

第31条の3の4第1項 

の2年の期間を令和  年  月  日まで延長されたいの 

で、申請します。 

期間延長を必要

とする理由 
  

第49号様式記載心得 

 1 この申請書は、地方税法(以下「法」という。)附則第31条の3の2第1項又は第31条の3の3第1項に規定する非課

税土地として使用し、若しくは使用させる予定であること、これらの項に規定する特例譲渡をする予定であるこ

と又はこれらの項に規定する免除土地として使用し、若しくは使用させる予定であることにつき市町村長の認定

を受ける場合に、土地所在の市町村長に1通提出すること。 

 2 「法人番号」欄には、申請者(譲渡者)が法人の場合は、申請者(譲渡者)の法人番号(行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号をいう。)を記載すること。 

 3 申請の内容に応じ、不要の文字をまっ消すること。 

 4 法附則第31条の3の2第1項、第31条の3の3第1項又は第31条の3の4第1項の2年の期間の延長を求めようとする者

は、この申請書の「期間延長を必要とする理由」の欄にその延長を必要とする理由を記載すること。 

第
五
十
号
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
附
則
第

八
条
の
九
関
係
）

第五十号様式(用紙日本産業規格A4)(附則第八条の九関係) 
 
  受付

印 

  
    

非 課 税 土 地 等 確 認 申 請 書 

令和  年  月  日  

                     市町村長 殿 

(

譲
渡
者) 

申

請

者 

住 所 又 は

所 在 地 

(電話番号) 

(電話       )    

(ふりがな) 

氏 名

又 は 名 称 

  (ふりがな) 

法 人 の 代

表 者 氏 名 

  

法 人 番 号 
                            

 

  下記の土地について 

非課税土地としての使用を開始 

特 例 譲 渡 を 

免除土地としての使用を開始 

したので、その確認を申請します。 

 

土地の所在及び地番 地目 面積 

所 有 者(譲受者) 非課税土地として

の使用開始、特例

譲渡又は免除土地

としての使用開始

をした年月日 

予 定 期 間 氏名又は名

称 

住所又は所在地 

( 電 話 番 号 ) 

    m2   

(  )  

  令和 年 月 日か

ら令和 年 月 日

まで 

        
(  )  

    

        
(  )  

    

        
(  )  

    

        
(  )  

    

        
(  )  

    

        
(  )  

    

        
(  )  

    

納 税 義 務 の 免 除 に 係 る 税 額 
備 考 

法第596条第2号の税額 

法 第 5 9 6条 第 1号 の 税 額 

合計   令和 

年度分 

令和 

年度分 

令和 

年度分 

円 円 円 円 円 

第50号様式記載心得 

 1 この申請書は、地方税法附則第31条の3の2第1項又は第31条の3の3第1項に規定する非課税土地として使用が開

始されたこと、これらの項に規定する特例譲渡があったこと又はこれらの項に規定する免除土地として使用が開

始されたことにつき、市町村長の確認を受ける場合に、土地所在の市町村長に1通提出すること。 

 2 「法人番号」欄には、申請者(譲渡者)が法人の場合は、申請者(譲渡者)の法人番号(行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号をいう。)を記載すること。 

 3 申請の内容に応じ、不要の文字をまっ消すること。 

 4 納税義務の免除に係る税額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数

金額又はその全額を切り捨てること。 

第
五
十
一
号
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
附
則

第
八
条
の
九
関
係
）

第五十一号様式(用紙日本産業規格A4)(附則第八条の九関係) 

 

  受付

印 

  

    

非課税土地等予定地のための 
譲 渡 

用 途 変 更 
申出書 

令和  年  月  日  

                       市町村長 殿 

(

譲
渡
者) 

申
出
者 

住 所 又 は

所 在 地 

(電話番号) 

(電話       )   

(ふりがな) 

氏 名

又 は 名 称 

  (ふりがな) 

法 人 の 代

表 者 氏 名 

  

法 人 番 号 

                            

 

  下記の土地について地方税法附則 

第31条の3の2第1項の規定の適用を受けたいので、同条第2項 

第31条の3の3第1項の規定の適用を受けたいので、同項 

第31条の3の4第1項の規定の適用を受けたいので、同項 

の規定により、申出し 

ます。 

 

土 地 の 所 在 及 び

地 番 
地目 面積 

譲 受 予 定 者 

譲 渡

予 定

年月日 

非課税土地と
しての使用開
始、特例譲渡
又は免除土地
としての使用
開始の予定年
月日 

非課税土地としての用途、

特例譲渡の目的又は免除土

地としての用途(予定) 

備考 
氏名又は名称 

住所又は所在地 

( 電 話 番 号 ) 

    
m2 

  (  )          

        (  )          

        (  )          

        (  )          

        (  )          

第51号様式記載心得 

 1 この申出書は、地方税法附則第31条の3の2第1項、第31条の3の3第1項又は第31条の3の4第1項の規定の適用を受けようとす

る場合に、土地所在の市町村長に1通提出すること。 

 2 「法人番号」欄には、申出者(譲渡者)が法人の場合は、申出者(譲渡者)の法人番号(行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号をいう。)を記載すること。 

 3 申出の内容に応じ、不要の文字をまっ消すること。 
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第
五
十
一
号
の
二
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）

（
附
則
第
八
条
の
九
関
係
）

第五十一号の二様式(用紙日本産業規格A4)(附則第八条の九関係) 

 

  受付

印 

  

    

予 定 期 間 等 の 延 長 申 請 書 

令和  年  月  日    

                  市町村長 殿 

(

譲
渡
者) 

申

請

者 

住 所 又 は

所 在 地 

(電話番号) 

(電話       )    

(ふりがな) 

氏 名

又 は 名 称 

  (ふりがな) 

法 人 の 代

表 者 氏 名 

  

法 人 番 号 
                            

令和  年  月  日付けで認定のあった下記の土地についての予定期間等の延長について、地方税法附則 

第31条の3の2第4項 

第31条の3の3第3項 
において準用する同法第601条第2項又は同法附則第31条の3の4第3項の規定に基づき申請します。 

 

土地の所在及び地番 地目 面積 

所 有 者 (譲 受 者 )の 氏 名

又は名称、住所又は所在

地(電話番号) 

既 に 認 定 の

あ っ た 期 間 

延 長 を 必 要

と す る 期 間 

    m2 

(  )  

令和 年 月 日から 

令和 年 月 日まで 

令和 年 月 日から 

令和 年 月 日まで 

      

(  )  

    

      

(  )  

    

      

(  )  

    

      

(  )  

    

期 間 延 長 を

必 要 と す る

理 由 

  

備 考 
  

第51号の2様式記載心得 

 1 この申請書は、地方税法附則第31条の3の2第4項若しくは第31条の3の3第3項において準用する同法第601条第2

項又は同法附則第31条の3の4第3項に規定する災害その他やむを得ない理由により、予定期間又は変更後予定期

間の延長を申請する場合に、土地所在の市町村長に1通提出すること。 

 2 「法人番号」欄には、申請者(譲渡者)が法人の場合は、申請者(譲渡者)の法人番号(行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号をいう。)を記載すること。 

 3 申請の内容に応じ、不要の文字をまっ消すること。 

第
五
十
二
号
様
式
　
削
除

第
五
十
三
号
様
式
（
附
則
第
二
十
条
関
係
）

第五十三号様式(附則第二十条関係) 

 
 

特 定 投 資 株 式 の 譲 渡 損 失 明 細 書 
 
 

氏 名                 
 
 
  前年分の一般株式等に係る譲渡所得等に係る所得金額が赤字の方であって、その赤字のうちに特定投

資株式の譲渡損失がある方で、その損失の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以降の年度分の市町

村民税及び道府県民税の所得金額の計算上控除を受けようとする方は、下の欄に必要な事項を書き入れ

てください。 

 

  特定譲渡損失の金額の計算 

(赤字の金額は、△を付けないで書いてください。) 

  

一 般 株 式 等 に 係 る 譲 渡 所 得 等 の 金 額 ① 

円   

特 定 投 資 株 式 の 譲 渡 に よ る 損 失 の 金 額 

(損失の金額がない場合には0と書いてください。) 
② 

  

特定投資株式の価値喪失による損失の金額 

(損失の金額がない場合には0と書いてください。) 
③ 

  

特 定 譲 渡 損 失 の 金 額 

  ①の赤字の金額と (②＋③ )の赤字の

金額のうち、いずれか小さい金額。 

④ 

  

 

 ○ 「特定投資株式」とは、中小企業等経営強化法に規定する一定の特定中小企業者に該当する株式会社

等(以下「特定中小会社」といいます。)の設立の際に発行された株式又は設立の日後に発行された特定

中小会社の株式で、その特定中小会社との間で締結されたその株式に係る投資に関する条件を定めた一

定の契約に基づき払込みにより取得したものをいいます。 

 

 (備考) 

  1 「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」欄には、前年中において行った一般株式等の譲渡について、

収入金額から必要経費等を差し引いて発生した譲渡所得等の金額を記載すること。 

  2 「特定投資株式の譲渡による損失の金額」欄には、前年中において行った特定投資株式の譲渡につい

て、収入金額から必要経費等を差し引いて発生した損失の金額を記載すること。 

  3 「特定投資株式の価値喪失による損失の金額」欄には、前年中において、株式としての価値を失っ

たことにより生じた損失の金額を記載すること。 

第
五
十
四
号
様
式
（
附
則
第
二
十
条
関
係
）

第五十四号様式(附則第二十条関係) 

 
特定投資株式の譲渡損失繰越控除明細書 

 
氏 名            

 
     年から    年までの間に生じた特定投資株式に係る譲渡損失の金額で、 

   年度分以前の各年度分の市町村民税及び道府県民税の一般株式等に係る譲渡所得

等の金額の計算上引き切れなかった損失の金額があるときは、下の欄に必要な事項を書き

入れてください。 

  損
失
の
生
じ
た
年 

損失が生じた年の損失

額で、その年の末日の属

する年度の翌々年度分

へ繰り越した損失額 

前々年度分及び前年度

分の所得金額の計算上

差し引かれた損失額 
 

本年度分以後に繰り越

して差し引かれる損失

額 
 

  

(a)        円 (b)        円 (a)－(b)     円 

 
 
 
 

年 

      

 
 
 
 

年 

      

 
 
 
 

年 

      

    年1月1日現在の住所が他の市町村にあった方は、その住所を下に書き入れてくだ

さい。 

  都道 
 

府県 

郡 

市 

区 

町 
 

村 
(大字)   丁目(字)   番地   方 

  

○ 「特定投資株式」とは、中小企業等経営強化法に規定する一定の特定中小企業者に該

当する株式会社等(以下「特定中小会社」といいます。)の設立の際に発行された株式又

は設立の日後に発行された特定中小会社の株式で、その特定中小会社との間で締結され

たその株式に係る投資に関する条件を定めた一定の契約に基づき払込みにより取得し

たものをいいます。 

 

第
五
十
五
号
様
式

第五十五号様式 

 
居住用財産の譲渡損失明細書 

 
氏 名             

 前年分の所得金額が赤字の方であって、その赤字のうちに居住用財産の譲渡で一定のも

のによる損失の金額があり、その損失の金額に係る前年分の純損失の金額について、その

損失の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以降の年度分の市町村民税及び道府県民

税の所得金額の計算上控除を受けようとする方は、下の欄に必要な事項を書き入れてくだ

さい。 

1 特例の適用を受ける居住用財産の譲渡による損失の金額等 

 資 産 の 所 在 地 番 面積 収 入 金 額 
(a) 

必 要 経 費 
(b) 

損 失 額 

(a)－(b) 

 

土地

等 

 m2 円 円 円 

建物 
 m2 円 円 円 

 
合 計 ① 

円 

分離課税の対象となる土地、建物等の譲渡所得の金額の合計額

(損失の金額がないときは0と書き入れてください。) 
② 

円 

損益通算の特例の対象となる居住用財産の譲渡損失の金額(①

の金額と②の金額のうち、いずれか小さい金額。) 
③ 

円 

2 前年分の純損失の金額等 

 
前 年 分 の 純 損 失 の 金 額 ④ 

円  

変動所得の損失額及び被災事業用資産の損失額の合

計額(損失の金額がないときは0と書き入れてくださ

い。) 

⑤ 

円 

(④ － ⑤) の 金 額 

(赤字の時は0と書き入れてください。) 
⑥ 

円 

3 翌年度以後に繰り越される居住用財産の譲渡損失の金額 

 ③又は⑥のいずれか少ない方の金額(同額の場合は

③の金額を書き入れてください。) 
⑦ 

円  

譲渡した土地の面積が500m2を超えるときは次の算

式で計算した金額(土地等の面積が500m2以下のと

きは空欄としてください。) 

⑧ 

円 

 (⑦の金額) 

    円 
× 1－ 　　　　　　円額

損失の金
係る特定
土地等に

×
　㎡－500㎡　　の面積

土地等

 

(③の金額)   円 

土地等

の面積    m2 
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第
五
十
五
号
の
二
様
式

第五十五号の二様式 

 
特定居住用財産の譲渡損失明細書 

 
氏 名             

 前年分の所得金額が赤字の方であって、その赤字のうちに特定居住用財産の譲渡で一定

のものによる損失の金額があり、その損失の金額に係る前年分の純損失の金額について、

その損失の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以降の年度分の市町村民税及び道府

県民税の所得金額の計算上控除を受けようとする方は、下の欄に必要な事項を書き入れて

ください。 

1 特例の適用を受ける居住用財産の譲渡による損失の金額等 

 資 産 の 所 在 地 番 面積 収 入 金 額 
(a) 

必 要 経 費 
(b) 

損 失 額 

(a)－(b) 

 

土地

等 

 m2 円 円 円 

建物 
 m2 円 円 円 

 
合 計 ① 

円 

分離課税の対象となる土地、建物等の譲渡所得の金額の合計額

(損失の金額がないときは0と書き入れてください。) 
② 

円 

譲渡契約締結日の前日における住宅借入金等の金額から特定居

住用財産の譲渡価額を控除した残額 

(控除した残額が赤字の場合には0と書き入れてください。) 

③ 

円 

損益通算の特例の対象となる居住用財産の譲渡損失の金額(①

から③の金額のうち、いずれか小さい金額。) 
④ 

円 

2 前年分の純損失の金額等 

 
前 年 分 の 純 損 失 の 金 額 ⑤ 

円  

変動所得の損失額及び被災事業用資産の損失額の合

計額(損失の金額がないときは0と書き入れてくださ

い。) 

⑥ 

円 

(⑤ － ⑥) の 金 額 

(赤字の時は0と書き入れてください。) 
⑦ 

円 

3 翌年度以後に繰り越される特定居住用財産の譲渡損失の金額 

 

④又は⑦のいずれか少ない方の金額 ⑧ 

円  

 
 

第
五
十
五
号
の
三
様
式
（
第
二
条
の
三
関
係
）

第五十五号の三様式(第二条の三関係) 

平成 

  

年度分 
市町村民税 

道府県民税 
住宅借入金等特別税額控除申告書     

  

 (年末調整で住宅借入金等特別控除の適用を受け、所得税の確定申告書を提出しない納税者用) 

  

 

受
付
印 

  

    
現住所   

整理番号 

市町村長殿 

  
平 成   年

1 月 1 日 現 在

の住所 

  
電話番号 

住 宅 借 入 金 等
特 別 控 除 の 対
象 と な る 物 件

の所在地 

    提出年月日 

 

 

 

 

 

年  月  日 

フリガナ   生年月日 

氏名 印   
明・大 

昭・平 
・ ・ 

個人番号 

(注1) 

                        

地方税法附則第5条の4第1項及び第6項の規定の適用を受けたいので、同条第3項及び第8項の規定に基づき申告します。 
 
1 所得税の住宅借入金等特別控除に係る事項【平成11年から平成18年の間に居住の用に供したものに限る】 

  
居住開始年月日(注2) 

新築又は購入 平成  年  月  日 

増改築等 平成  年  月  日 

 
2 市町村民税・道府県民税から控除される住宅借入金等特別税額控除額の計算 
                          (単位：円) 

  前年分の所得税の住宅借入金等

特別控除額(平成19年以降の居住

年 に 係 る 額 を 除 く 。 ) 

①   

(注1) 「個人番号」欄には、あなたの個人番号(行政手
続における特定の個人を識別するための番号の
利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人
番号をいう。)を記載してください。 

 
(注2) 2回以上の増改築等に係る住宅借入金等について

控除を受けている場合又は新築や購入した家屋
に係る住宅借入金等とその家屋を居住の用に供
した年の翌年以後に居住の用に供した増改築等
をした部分に係る住宅借入金等の両方の住宅借
入金等について控除を受けている場合には、当該
二以上の住宅借入金等に係る居住開始年月日を
それぞれ記載してください。 

 
(注3) 「平成十八年所得税法等改正法施行前の所得税相

当額」とは、所得税法等の一部を改正する等の法
律(平成十八年法律第十号)第十四条の規定によ
る廃止前の経済社会の変化等に対応して早急に
講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関
する法律(平成十一年法律第八号)第四条の規定
により読み替えられた所得税法等の一部を改正
する等の法律第一条の規定による改正前の所得
税法第二編第三章第一節の規定を適用して計算
した所得税の額に相当する額をいいます。 

の
所
得
税
相
当
額(

注
３) 

平
成
十
八
年
所
得
税
法
等
改
正
法
施
行
前 

前年分の給与所得控除後

の 給 与 等 の 金 額 
②   

前年分の所得控除の額の

合 計 額 
③   

前 年 分 の 所 得 税 の

課 税 総 所 得 金 額 

( ② － ③ ) 

④ 

(マイナスの場合は0) 

④ に 対 す る

所 得 税 額 相 当 額 
⑤   

前 年 分 の 所 得 税 額 

( 税 額 控 除 前 ) 
⑥   

控

除

額

の

計

算 

① と ⑤ の い ず れ か

少 な い 方 の 金 額 
⑦   

市町村民税・道府県民税

の住宅借入金等特別税額

控 除 見 込 額 

( ⑦ － ⑥ ) 

⑧ 

(マイナスの場合は0) 

  

整
理
欄 

  

市町村民税の住宅借入金

等 特 別 税 額 控 除 額 

( ⑧ × 3 ／ 5 ) 

⑨   

道府県民税の住宅借入金

等 特 別 税 額 控 除 額 

( ⑧ × 2 ／ 5 ) 

⑩   

  注意 この申告書の記載に当たっては、別に配付される各年度分に係る記載要領を参照してください。 

 

第
五
十
五
号
の
四
様
式
（
第
二
条
の
三
関
係
）

第五十五号の四様式(第二条の三関係) 

  平成     年度分 
市町村民税 

道府県民税 
住宅借入金等特別税額控除申告書   

(所得税の確定申告書を提出する納税者用) 

市町村長殿 

現住所 
  整理番号 

  

 平成  年

1月1日現在の住所 

  

電話番号 

住宅借入金等特別
控除の対象となる
物件の所在地 

    

提出年月日 

 

 

 

 

 

年  月  日 

フリガナ   生年月日 

氏名 印  

・  ・   
個人番号 

(注1) 

                        

 地方税法附則第5条の4第1項及び第6項の規定の適用を受けたいので、同条第3項及び第8項の規定に基づき申告します。 

 

1 所得税の住宅借入金等特別控除に係る事項【平成11年から平成18年の間に居住の用に供したものに限る】 

居住開始年月日(注2) 
新築又は購入 平成  年  月  日 

増改築等   平成  年  月  日 

 

2 市町村民税・道府県民税から控除される住宅借入金等特別税額控除額の計算 

(単位：円) 

前年分の所得税の住宅借入金等
特別控除額(平成19年以降の居
住 年 に 係 る 額 を 除 く 。 ) 

①   税
額
相
当
額 

 

前
年
分
の
所
得 

前年分の所得税額

( 税 額 控 除 前 ) 
⑲ 

  

平
成
十
八
年
所
得
税
法
等
改
正
法
施
行
前
の
所
得
税
相
当
額(

注
３) 

前 年 分 の 所 得 税 の

課 税 総 所 得 金 額 
②   ⑲ － ⑯ － ⑰ ⑳ 

(マイナスの場合は0) 

前 年 分 の 所 得 税 の

課 税 山 林 所 得 金 額 
③   

控
除
額
の
計
算 

①と⑱のいずれか

少 な い 方 の 金 額    

前 年 分 の 所 得 税 の

課 税 退 職 所 得 金 額 
④ 

  市町村民税・道府県
民税の住宅借入金等
特別税額控除見込額 

( －⑳) 

 

(マイナスの場合は0) 

② に 対 す る

所 得 税 額 相 当 額 
⑤ 

  

市町村民税の住宅借
入金等特別税額控除

額 

( ×3／5) 

 

  

③ に 対 す る

所 得 税 額 相 当 額 
⑥ 

  

④ に 対 す る

所 得 税 額 相 当 額 
⑦   

道府県民税の住宅借
入金等特別税額控除

額 

( ×2／5) 

   

⑤ ＋ ⑥ ＋ ⑦ ⑧   
 

(注1) 「個人番号」欄には、あなたの個人番号(行政手続における特定

の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項

に規定する個人番号をいう。)を記載してください。 

 

(注2) 2回以上の増改築等に係る住宅借入金等について控除を受けて

いる場合又は新築や購入した家屋に係る住宅借入金等とその家

屋を居住の用に供した年の翌年以後に居住の用に供した増改築

等をした部分に係る住宅借入金等の両方の住宅借入金等につい

て控除を受けている場合には、当該二以上の住宅借入金等に係

る居住開始年月日をそれぞれ記載してください。 

 

(注3) 「平成十八年所得税法等改正法施行前の所得税相当額」とは、

所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)

第十四条の規定による廃止前の経済社会の変化等に対応して早

急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律

(平成十一年法律第八号)第四条の規定により読み替えられた所

得税法等の一部を改正する等の法律第一条の規定による改正前

の所得税法第二編第三章第一節の規定を適用して計算した所得

税の額に相当する額をいいます。 

前
年
分
の
分
離
課
税
等
の
所
得
税
額 

肉 用 牛 の

売 却 価 格 
⑨   

短 期 譲 渡 ⑩   

長 期 譲 渡 ⑪   

株 式 等 の 譲 渡 ⑫   

先 物 取 引 ⑬ 
  

租 税 条 約 実 施

特 例 法 に お け る

利 子 ・ 配 当 

⑭   

⑨ か ら ⑭ ま で の

合 計 
⑮   

税

額

控

除 

配 当 控 除 の 額 ⑯   

  
整
理
欄 

  
投 資 ・ リ ー ス

税 額 等 控 除 の 額 
⑰   

⑧＋⑮－⑯－⑰ ⑱ 
(マイナスの場合は0) 

注意 この申告書の記載に当たっては、別に配付される各年度分に係る記載要領を参照してください。 

第
五
十
五
号
の
五
様
式
（
附
則
第
二
条
の
四
関
係
）

第五十五号の五様式(附則第二条の四関係) 

令和   年寄附分 
市町村民税 

道府県民税 
 寄附金税額控除に係る申告特例申請書 

 

令和    年    月    日 

殿   
  整理番号   

住 所   

フリガナ   

氏 名   

個人番号                         

電話番号   生年月日 
明・大・昭 
平・令   ・   ・ 

 「個人番号」欄には、あなたの個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2
条第5項に規定する個人番号をいう。)を記載してください。 
 
 あなたが支出した地方税法第37条の2(第314条の7)第2項に規定する特例控除対象寄附金(以下「特例控除対象寄附金」
という。)について、同法附則第7条第1項(第8項)の規定による寄附金税額控除に係る申告の特例(以下「申告の特例」と
いう。)の適用を受けようとするときは、下の欄に必要な事項を記載してください。 

(注1) 上記に記載した内容に変更があった場合、申告特例対象年の翌年の1月10日までに、申告特例申請事項変更届出書
を提出してください。 

(注2) 申告の特例の適用を受けるために申請を行った者が、地方税法附則第7条第6項(第13項)各号のいずれかに該当す
る場合には、申告特例対象年に支出した全ての寄附金(同項第4号に該当する場合にあっては、同号に係るものに限
る。)について申告の特例の適用は受けられなくなります。その場合に寄附金税額控除の適用を受けるためには、当
該寄附金税額控除に関する事項を記載した確定申告書又は市町村民税・道府県民税の申告書を提出してください。 

 
 

1．当団体に対する寄附に関する事項 

寄附年月日 寄附金額 

令和   年   月   日 円 

 

2．申告の特例の適用に関する事項 

  申告の特例の適用を受けるための申請は、①及び②に該当する場合のみすることができます。①及び②に該当する場
合、それぞれ下の欄の□にチェックをしてください。 

 

① 地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄附者である □ 

 (注)  地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄附者とは、(1)及び(2)に該当すると見込まれる者

をいいます。 

  (1) 特例控除対象寄附金を支出する年の年分の所得税について所得税法第120条第1項の規定による申告書を提出
する義務がない者又は同法第121条(第1項ただし書を除く。)の規定の適用を受ける者 

  (2) 特例控除対象寄附金を支出する年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税・道府県民税について、当該寄
附金に係る寄附金税額控除の控除を受ける目的以外に、市町村民税・道府県民税の申告書の提出(当該申告書の
提出がされたものとみなされる確定申告書の提出を含む。)を要しない者 

② 地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する要件に該当する者である □ 

 (注) 地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する要件に該当する者とは、この申請を含め申告特例対象年の1月1日か
ら12月31日の間に申告の特例の適用を受けるための申請を行う都道府県の知事又は市町村若しくは特別区の長の
数が5以下であると見込まれる者をいいます。 

 

  (切り取らないでください。)   
     

令和   年寄附分   
市町村民税 

道府県民税 
  寄附金税額控除に係る申告特例申請書受付書 

 

住 所   
受付日付印 

氏 名 殿   

 
  受付団体名   

 

367



第
五
十
五
号
の
六
様
式
（
附
則
第
二
条
の
四
関
係
）

第五十五号の六様式(附則第二条の四関係) 

令和   年寄附分  
市町村民税 
道府県民税 

寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書 

 

 

令和   年   月   日 
殿   

  整理番号   

住 所   

フリガナ   

氏 名 

  

電話番号   生年月日 
明・大・昭 
平・令   

・   ・ 

 

 

申告特例申請書に記載した内容(全て記載) 

住 所   

フリガナ   

氏 名   

電話番号   生年月日 
明・大・昭 
平・令   

・   ・ 

 (注) これまでに申告特例申請事項変更届出書を提出している場合は、当該届出書に記載した内容を記載し

てください。 

 

 あなたが寄附金税額控除に係る申告特例申請書を提出後、当該申請書に係る寄附金を支出した年の翌年1月1

日までの間に当該申請書の内容(電話番号を除く。)に変更があった場合は、上記の欄に必要な事項を記載して

当該申請書に係る寄附金を支出した年の翌年1月10日までに提出してください。 

 

 

 

 

(切り取らないでください。) 

 

令和    年寄附分 
市町村民税 
道府県民税 

寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書 

 

住 所   
受付日付印 

氏 名 殿   

 

  受付団体名   

 

第
五
十
五
号
の
七
様
式
（
附
則
第
二
条
の
四
関
係
）

第五十五号の七様式(附則第二条の四関係) 

 

令和   年   月   日   

 

 市町村長   殿 市区町村コード又

は都道府県コード 

  

市町村長     

知 事     

 

令和  年寄附分 
市町村民税 

道府県民税 
寄附金税額控除に係る申告特例通知書 

 

 

 地方税法附則第7条第1項(第8項)の規定により、下記の者から同条第2項(第9項)に規定する申告特例

の求めがありましたので、同条第5項(第12項)の規定により下記のとおり通知します。 

 

 

住 所  生年月日 
明・大・昭

平・令 
・   ・ 

電話番号   フリガナ   

氏 名   
 合計

寄附金額 

円 

個人番号                         

 

備考 

  合計寄附金額とは、申告特例の求めに係る地方税法第37条の2(第314条の7)第2項に規定する特例控

除対象寄附金の額の合計額をいいます。 

第
五
十
六
号
様
式
及
び
第
五
十
七
号
様
式
　
削
除

第
五
十
八
号
様
式

第五十八号様式 

先物取引の差金等決済に係る損失明細書 

 

 

氏 名             

 

 前年分の先物取引の差金等決済に係る雑所得等に係る所得金額が赤字の方であって、そ

の損失の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以降の年度分の市町村民税及び道府県

民税の所得金額の計算上控除を受けようとする方は、下の欄に必要な事項を書き入れてく

ださい。 

 

 (事業所得用・雑所得用) 

 
前年分の先物取引に係る雑所得等の金額 

円 
 

 前年中に行った取引のうち、損失の発生した取引を記入してください。 

 
先物取引の種類 決 済 年 月 日 損 失 の 金 額 

 

 ・   ・ 
円 

 ・   ・  

 ・   ・  

 ・   ・  

 ・   ・  

 

(備考) 

  「前年分の先物取引に係る雑所得等の金額」欄には、前年中において行った先物取引

に係る差金等決済について、収入金額から必要経費等を差し引いて発生した損失の金額

を記載すること。 

第
五
十
九
号
様
式

第五十九号様式 

先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除明細書 
 
 

氏 名             
 
     年から    年までの間に生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額

で、    年度分以前の市町村民税及び道府県民税に係る先物取引に係る雑所得等の金

額の計算上引き切れなかった損失の金額があるときは、下の欄に必要な事項を書き入れて

ください。 

 

損
失
の
生
じ
た
年 

損失が生じた年の損失

額で、その年の末日の属

する年度の翌々年度分

へ繰り越した損失額 
 
(a)        円 

前々年度分及び前年度

分の所得金額の計算上

差し引かれた損失額 
 
 
(b)        円 

本年度分以後に繰り越し

て差し引かれる損失額 
 
 
 
(a)－(b)      円 

 

 
 
 

年 

   

 
 
 

年 

   

 
 
 

年 

   

     年1月1日現在の住所が他の市町村にあった方は、その住所を下に書き入れて

ください。 

   都道    郡    町 

        市 

  府県    区    村 

(大字)    丁目(字)    番地    方  
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